
世界は歴史の分岐点を迎えています。国際社会は戦後最大の試練の時を迎え、新
たな危機の時代に突入しつつあります。
ロシアのウクライナ侵略は、国連安保理の常任理事国が、国際法を無視して主権

国家を侵略し、核兵器による威嚇ともとれる言動を繰り返すという前代未聞の事態
です。また、中国は、核・ミサイル戦力を含め軍事力の質・量を急速に強化すると
ともに、東シナ海、南シナ海において、力による一方的な現状変更やその試みを継
続・強化しています。そして、北朝鮮は、立て続けにミサイル発射を繰り返すなど、
核・ミサイル開発を急速に進展させています。

こうした中、先の大戦を経験し、戦後一貫して平和国家としての歩みを進めてき
たわが国として、まず優先されるべきは、外交努力であることは言うまでもありま
せん。わが国は、法の支配を尊重し、いかなる紛争も、力の行使ではなく、平和
的・外交的に解決すべきであるとの方針を変えることはありません。同時に、国民
の命や暮らしを守り抜くうえでは、「自分の国は自分で守る」ための努力により、
抑止力を高めていく、つまり、相手に対して「日本を攻めても目標を達成できない」
と思わせることが不可欠です。
昨年12月に閣議決定された、新しい国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力

整備計画では、このようなわが国の考え方や、そのための具体的な取組を明確にし
ました。防衛省としては、現有装備品を最大限活用するための、可動率の向上や弾
薬の確保、主要な防衛施設の強靱化への投資の加速、また、反撃能力として活用し

令和5年版防衛白書の刊行に寄せて

防 衛 大 臣
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得るスタンド・オフ防衛能力や無人アセットなど将来の防衛力の中核となる分野の
強化、といった点を重視しつつ、防衛生産・技術基盤の強化などにも、しっかり取
り組んでいきます。

そして、どれだけ高度な装備品を揃えたところで、それを扱う「人」がいなけれ
ば防衛力は発揮できません。自衛隊員は防衛力の中核です。隊員の生活・勤務環境
の改善をスピード感をもって進めていくとともに、処遇の向上を図ってまいります。

また、近年、防衛の分野においても、外交的な取組の重要性が増しています。私
は着任以来、様々な機会を捉えて、わが国唯一の同盟国である米国のオースティン
国防長官や、マールズ豪副首相兼国防大臣をはじめとした各国の国防大臣と協議を
重ね、協力・連携の強化に努めてまいりました。こうしたやりとりを土台として、
日英伊による次期戦闘機の共同開発など、様々な協力を進めてまいります。
見解が異なる相手であっても、対話を通じた意思疎通の維持・強化を粘り強く図

り、信頼醸成と不測事態の回避を目指すことが重要です。こうした取組にも尽力し
てまいります。

令和5年版防衛白書は、こうした観点から、わが国を取り巻く安全保障環境や防
衛省・自衛隊の活動・取組について記述しました。巻頭では、2013年（前国家安
全保障戦略策定時）以前と2022年（現国家安全保障戦略策定時）までの「変化」
に注目し、「激変する時代～10年の変化～」と題した特集記事に加え、「国家防衛
戦略」の内容を写真や図表を用いて簡潔に分かりやすく解説し、御理解を深めてい
ただけるよう努めました。

国の防衛の取組は、国民の御理解と御協力を得るとともに、国際社会に対する高
い透明性をもって進めていくことがもっとも重要です。防衛白書は、こうした取組
において極めて重要な役割を担ってきました。この白書が、一人でも多くの方々に
読まれ、防衛省・自衛隊の活動や取組に対する御理解の一助となることを切に願っ
ております。
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世界で、また日本全国で活躍する自衛隊員を、紹介しています。
活躍する自衛隊員 ���������������� �27世界編

���������������� �29国内編
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凡　例

⃝本書の文中において、次の用語について、それぞれ次の略称
を用いたほか、適宜ほかの用語についても略称を用いている
ところがあります。
（一部説明の都合上、正式名称としている場合があります。）

1.防衛事務次官 → 事 務 次 官
2.統合幕僚長 → 統 幕 長
3.陸上幕僚長 → 陸 幕 長
4.海上幕僚長 → 海 幕 長
5.航空幕僚長 → 空 幕 長
6.陸上自衛隊 → 陸 自
7.海上自衛隊 → 海 自
8.航空自衛隊 → 空 自
9.統合幕僚監部 → 統 幕
10.陸上幕僚監部 → 陸 幕
11.海上幕僚監部 → 海 幕
12.航空幕僚監部 → 空 幕
13.日本国とアメリカ合衆国との
間の相互協力及び安全保障条約 → 日 米�

安 保 条 約
14.国際連合 → 国 連
15.国連安全保障理事会 → 国連安保理
16.国家安全保障戦略 → 安 保 戦 略
17.国家防衛戦略 → 防 衛 戦 略
18.防衛力整備計画 → 整 備 計 画

⃝本書に掲載している地図は、デザイン、レイアウトに応じて省
略などを施しており、必ずしもわが国の領土の全てを含んで
いない場合があります。

本書の記述対象期間は、令和5（2023）年3月末までを原則としています。

平和を仕事にする���������� �497

巻末資料

自衛官の仕事内容や主要装備品、主な広報施設などについて�
紹介しています。

COLUMN

■索　引� ���������������������������� 487

■資料編
https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2023/
pdf/R05shiryo.pdf

■防衛年表
https://www.mod.go.jp/j/publication/wp/wp2023/
pdf/R05nenpyo.pdf
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解説 �反撃能力�������������������� 213
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解説 �常設の統合司令部���������������� 253
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解説 �自衛隊の任務について�������������� 263
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解説 �国民保護と防衛省・自衛隊の取組��������� 306
解説 �偽情報への対応����������������� 310
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パプアニューギニア陸軍人からの声�������� 385
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����������������������������Towards�the�day�of�take-off�
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VOICE �活躍する即応予備自衛官、予備自衛官等雇用主の声�� 443
VOICE �再就職した隊員と雇用主／首長の声�������� 449
VOICE �医学的見地からのハラスメント問題�������� 452

第3章　訓練・演習に関する諸施策
解説 ��令和4年度日米共同統合演習（実動演習）�

「キーン・ソード23」��������������� 465
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解説 �重要土地等調査法に基づく区域指定について���� 478
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国際社会は戦後最大の試練の時を迎え、新たな危機の時代に突入しつつあります。こうした
中において、今年の防衛白書では、国民の命と暮らしを守り抜く防衛力の中核である自衛
隊員が、表紙の題字をしたためました。しなやかで勢いと力強さのある筆の運びにより、�
全自衛隊員27万を代表し、防衛省・自衛隊の「新たな決意」を表現しています。

■題字
航空自衛隊第3航空団�整備補給群修理隊�2等空曹　的野 �誠
（�的野2曹は、「全自衛隊美術展」の書道の部において、�
これまで連続して内閣総理大臣賞や防衛大臣賞などを受賞しています。）

◆デザイン協力

〈会社概要〉
社会と心を動かす“イノベーション”の実現を目指し、�
広報戦略の企画立案、各種メディア制作・運用を行う広告会社� URL：https://8105.jp/

防衛白書刊行の目的と本書の記述対象期間などについて
防衛白書は、1970年に初めて刊行し、1976年以降毎年刊行して参りました。防衛白書刊行の目的は、�
できる限り多くの皆さまに、できる限り平易な形で、わが国防衛の現状とその課題及びその取組について�
周知を図ることです。
本書は、2022年4月から2023年3月までの1年間のわが国を取り巻く安全保障環境や防衛省・自衛隊の
取組を中心に記述しています。ただし、一部の重要な事象については、2023年5月下旬まで記述しています。
また、本書内に掲載している地図は、デザイン、レイアウトに応じて省略などを施している簡易なもので
あり、必ずしもわが国の領土のすべてを含んでいない場合や正確な縮尺などを反映していない場合が�
あります。
なお、白書刊行後も最新の情報へのアクセスが容易となるよう、防衛省ホームページの関連ページへの�
リンクとしてQRコードを充実させています。また、本書をはじめ、防衛白書のバックナンバーも防衛省�
ホームページで閲覧できますので、ぜひご活用ください。

■防衛白書バックナンバー
http://www.clearing.mod.go.jp/
hakusho_web/

■防衛白書ページ
https://www.mod.go.jp/j/
publication/wp/index.html
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激変する時代激変する時代～～1010年の変化年の変化～～特 集 1
1わが国周辺の安全保障環境の変化わが国周辺の安全保障環境の変化
わが国は、戦後、最も厳しく複雑な安全保障環境に直面しています。わが国周辺国などは、�わが国は、戦後、最も厳しく複雑な安全保障環境に直面しています。わが国周辺国などは、�

この10年で軍事的な能力の大幅な強化に加え、ミサイル発射や軍事的示威活動を急速に拡大・活発化させています。この10年で軍事的な能力の大幅な強化に加え、ミサイル発射や軍事的示威活動を急速に拡大・活発化させています。

2013年以降のわが国周辺国などの軍事動向など（初めて確認された事象を中心に）

 中国
対外的な姿勢や軍事動向などは、わが国と
国際社会の深刻な懸念事項
これまでにない最大の戦略的な挑戦

2016年以降、中国は日本海に軍用機を 
飛行させ活動の範囲を拡大・活発化
● �中国軍機（Y-8早期警戒機、Y-9情報収集機）の日本海初確認
（2016年1月）
●爆撃機（H-6）の初確認（2016年8月）
●戦闘機を含む編隊を初確認（2017年12月）

 核実験4回
（2013、16（2回）、17）
※2012年以前2回

（2006、09）

2013年以降、中国は太平洋に軍用機を
飛行させ活動の範囲を拡大・活発化
● �中国軍機（Y-8早期警戒機）の沖縄・宮古島間通過を

初確認（2013年7月）
●爆撃機（H-6）の初確認（2013年9月）
●戦闘機を含む編隊の沖縄・宮古島間通過を初確認
（2016年9月）
●�無人機による沖縄・宮古島間�
通過を初確認（2021年8月）

南シナ海での力による 
一方的な現状変更及び 
その既成事実化を推進
● �2014年以降、南沙諸島7地形におい
て大規模かつ急速な埋立を行い、イン
フラを整備

※2012年、スカーボロ礁を事実上支配

台湾周辺における中国の活動が活発化
● �従来から、台湾について平和的統一の方針は堅持しつつも、�

武力行使の可能性は否定せず
●弾道ミサイルがわが国EEZ内に5発着弾（2022年8月）
●台湾空域への中国軍機の進入機数が大きく増加（2022年）

※2020年380機→21年972機→22年1733機

尖閣諸島周辺において中国艦艇などが恒常的に活動
● �中国海軍水上艦艇による接続水域への入域（2016年6月、18年1・6月、22年7月）
●�近年、領海内で中国海警船が日本漁船へ近づこうとする事案が多発�
（2020年8件→21年18件→22年11件）
●砲のようなものを搭載した中国海警船などが領海に初侵入（2015年～）

太平洋における中国空母の活動
● �「遼寧」（1隻目の空母）の太平洋進出初確認（2016年）
●�太平洋上で「遼寧」艦載戦闘機（推定を含む）が飛行�
（�2018年4月、20年4月、21年4・12月、22年5・12月）
●�「遼寧」の活動期間中の艦載機発着艦回数過去最多
（300回以上）（2022年）
●�「山東」（2隻目の空母）の太平洋進出初確認�
600回以上の艦載機発着艦を確認（2023年）

 北朝鮮
わが国の安全保障にとって従前よりも一層重
大かつ差し迫った脅威

 ロシア
わが国を含むインド太平洋地域において、
中国との戦略的な連携とあいまって安全
保障上の強い懸念

【AFP=時事】

【出典：CSIS/AMTI/Maxar】

利尻島領空侵犯�利尻島領空侵犯�
（2013）（2013）

根室半島沖領空侵犯（2015）根室半島沖領空侵犯（2015）
知床岬領空侵犯（2020、2021）知床岬領空侵犯（2020、2021）
根室半島沖領空侵犯（2022）根室半島沖領空侵犯（2022）

北方領土問題北方領土問題

中国による活発な太平洋への進出中国による活発な太平洋への進出

台湾をめぐる 台湾をめぐる 
問題問題

南シナ海を 南シナ海を 
めぐる めぐる 
問題問題

中国による東シナ海における力中国による東シナ海における力
による一方的な現状変更の試みによる一方的な現状変更の試み
／活動の急速な拡大・活発化／活動の急速な拡大・活発化

領海内航行�領海内航行�
（2017）（2017）

竹島�竹島�
領空侵犯�領空侵犯�
（2019）（2019）

沖ノ島領空侵犯�沖ノ島領空侵犯�
（2013）（2013） 八丈島�八丈島�

領空侵犯�領空侵犯�
（2019）（2019）

南大東島�南大東島�
領空侵犯�領空侵犯�
（2019）（2019）

魚釣島�魚釣島�
領空侵犯�領空侵犯�
（2017）（2017）

領海内航行（2016、21、22年）領海内航行（2016、21、22年）
※�2022年は初めて�※�2022年は初めて�

1年間で複数回確認（4･7･9･11･12月）1年間で複数回確認（4･7･9･11･12月）

H-6爆撃機

偵察／攻撃型無人機（TB-001）

台湾周辺で確認された中国軍機【台湾国防部HP】

領海に侵入した砲のような領海に侵入した砲のような
ものを搭載した中国海警船�ものを搭載した中国海警船�
【海上保安庁提供】【海上保安庁提供】

2022年8月の�
中国の弾道ミサイル�
発射のイメージ

太平洋上で初めて太平洋上で初めて
艦載戦闘機（推定）艦載戦闘機（推定）
の発着艦を行ったの発着艦を行った
中国空母「遼寧」中国空母「遼寧」

J-11戦闘機

J-16戦闘機

2014年8月

2020年3月

既成事実化が進む既成事実化が進む
ファイアリークロス礁ファイアリークロス礁

埋立後面積：約2.72km埋立後面積：約2.72km22��
（2015年埋立完了）（2015年埋立完了）

約3,750m約3,750m

滑走路
（約3,000m）

大型港湾

中国・ロシアの軍事面での 
連携強化の動き
● �爆撃機の共同飛行（2019年7月、20年
12月、21年11月、22年5・11月）

●�わが国を周回する形又はわが国周辺での�
艦艇共同航行 
（2021年10月、
� 22年9月）

中国 814
ロシア 1,956

その他 218

その他186

中国
5,869

ロシア
3,096

2,988

9,151

2003
～ 2012

2013
～ 2022

（年度）

（回）
合計：約3.1倍
中：約7.2倍
露：約1.6倍（　　）

中国艦艇とロシア艦艇の共同航行

緊急発進回数の
累積数

（10 年比較）
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6,503 

14,505 （億元）

43

40

（隻）

77

近代的駆逐艦・
フリゲート

57
近代的潜水艦

83

134
約1.6倍

約3.7倍

約2.2倍 約1.5倍

約2.8倍 約1.6倍 約1.4倍

約2.2倍

565
1,220 0

50

565

1,270

第４世代
戦闘機

第５世代
戦闘機

（機）

240

350（発）

91

336（日）

年間割合
25%

年間割合
92% 23

37

428

1,201 （隻） （日） （隻）

73

103

2012 2022（年）2012 2022（年）2012 2022（年）2012 2022（年）

2012 2022（年）2012 2022（年）2013 2022（年）2012 2022（年）

2022年12月に国家安全保障戦略が新たに策定されました。2022年12月に国家安全保障戦略が新たに策定されました。
巻頭特集1では、安全保障環境や防衛力整備、同盟国や同志国などとの連携について、巻頭特集1では、安全保障環境や防衛力整備、同盟国や同志国などとの連携について、
2013年（前国家安全保障戦略策定時）以前と2022年（現国家安全保障戦略策定時）までの「変化」に注目しました。2013年（前国家安全保障戦略策定時）以前と2022年（現国家安全保障戦略策定時）までの「変化」に注目しました。

国防費の高い水準での増加を背景に、海上・航空戦力や核・ミサイル戦力を中心に、
軍事力を広範かつ急速に強化しています。

中国海警船などによる
接続水域入域延べ確認隻数

近代的な航空戦力

中国海警船などによる 
接続水域入域日数

近代的な海上戦力公表国防費

核・ミサイル開発が急速に進展。弾道ミサイルに核兵器を搭載してわが国を攻撃する
能力も保有しているとみられます。

尖閣諸島周辺に 尖閣諸島周辺に 
おける活動おける活動

尖閣諸島周辺において
力による一方的な現状
変更の試みを長年にわ
たり執拗に継続

核戦力を含む各種装備の近代化を推進し、北方領土及び千島列島に新型装備を配備
するなど軍備を強化しています。また、中国との共同活動を活発化させるなど連携を
深める動きがみられます。

今回のウクライナ侵略は、国際秩序の根幹を揺る
がし、欧州方面においては安全保障上の最も重大
かつ直接の脅威

この10年間で北方領土を含む極東に新型装備を配置、ミサイル戦力を増強

この10年でミサイル関連技術が飛躍的に向上

ウクライナ領クリミア半島の行政・
軍事拠点を占拠した覆面部隊
（2014年12月）� 【AFP=時事】 【ロシア国防省HP】

● �様々なプラットフォームを開発�
� ➡任意の地点からの発射・隠蔽が可能

● �固体燃料化を追求�
� ➡液体に比べ、保管や取扱い等が容易

● �低空を変則的な軌道で飛翔可能な�
弾道ミサイルの開発

● �「極超音速滑空飛行弾頭」の開発�
�➡迎撃を困難にし、ミサイル防衛網突破を企図

【ロシア国防省HP】 【ロシア国防省HP】

地対艦ミサイル「バスチオン」
●射程300km
●2016年択捉島に配備

地対艦ミサイル「バル」
●射程130km
●2016年国後島に配備

Su-35S戦闘機
●2018年以降択捉島に展開

ロシアのミサイル攻撃で破壊された
ウクライナの集合住宅（2023年1月）
【ウクライナ緊急事態庁

ドニプロペトロウスク州本部】

＊�SIPRI�Yearbook�2022による。�
（全体としては45～55発分の核弾頭を生産するだけの核分裂性物質を貯蔵）

【EPA＝時事】

中国海警船などによる 
領海侵入日数

核弾頭

中国海警船などによる 
領海侵入延べ確認隻数

近年、開発や配備が 
指摘されるミサイル戦力

発射の秘匿性・即時性向上 BMD突破能力の向上

発射台付車両発射台付車両
（TEL）から発射（TEL）から発射

潜水艦から発射潜水艦から発射鉄道から発射鉄道から発射

発射数は
約8.4倍

約2.5
～ 3.3倍

18

151（発） （発）

うち日本上空の
通過は4発

うち日本上空の
通過は3発

6～8

約20

2012以前 2022（年）1998
～ 2012

2013
～ 2022

（年）

クリミア併合（2014年）クリミア併合（2014年）

変則的な軌道

通常の弾道ミサイル

宇宙空間

イメージ図

大気圏

弾道ミサイル等発射数 保有核弾頭数＊

極超音速滑空兵器（HGV）を搭載可能極超音速滑空兵器（HGV）を搭載可能
とされるDF-17準中距離弾道ミサイルとされるDF-17準中距離弾道ミサイル
【Avalon／時事通信フォト】【Avalon／時事通信フォト】

10個の個別目標誘導複数弾頭（MIRV）を10個の個別目標誘導複数弾頭（MIRV）を
搭載可能とされるDF-41大陸間弾道�搭載可能とされるDF-41大陸間弾道�
ミサイル�ミサイル�【Imaginechina/時事通信フォト】【Imaginechina/時事通信フォト】

ウクライナ侵略（2022年）ウクライナ侵略（2022年）
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与那国島
宮古島

石垣島

奄美大島

那覇

相浦

三沢

朝霞
府中 市ヶ谷

2わが国自身の防衛力の強化わが国自身の防衛力の強化～2013年以降進めてきた防衛力整備など～
防衛力は、わが国の安全保障を確保するための最終的な担保であり、わが国を守り抜く意思と能力を表すものです。これは

ほかの手段では代替できません。その「最後の砦」として中核を担うのは自衛隊です。この防衛力については、わが国は戦後�
一貫して節度ある効率的な整備を行うものとしてきました。

※�資料中の装備品の保有数や部隊数については、2013年度末時点と2022年度末時点を比較。�
例えば、「陸自V-22オスプレイの取得（0→13機）」は2013年度末時点で0機、2022年度末時点で13機を保有していることを示す。

＊2022年度の数値には2021年度補正予算を含む。

南西地域の防衛体制強化
自衛隊配備の空白地帯となっている南西地域への部隊配備
●陸自与那国沿岸監視隊の新編（2016年）
●陸自警備部隊の新編（2019年：奄美大島、宮古島、2023年：石垣島）
●陸自12式地対艦ミサイル（2012年～）・03式中距離地対空ミサイルの取得（2014年～）
●�陸自地対艦ミサイル部隊、�
地対空ミサイル部隊の配備（2019年：奄美大島、2020年：宮古島、2023年：石垣島）

●空自移動式警戒管制レーダーの配備（2022年：与那国島）

本格的な水陸両用作戦能力の整備
●海自輸送艦の改修
●海自掃海隊群の機能強化（2016年～）
●陸自水陸機動団の新編（2018年：相浦）

航空優勢の確保のための増強
●早期警戒機部隊の新編（2014年：那覇）
●�戦闘機部隊を増強し第9航空団を新編�
（1➡2個飛行隊）（2016年：那覇）
●南西航空方面隊の新編（2017年：那覇）

2013年12月
●国家安全保障会議設置
●�特定秘密の保護に関する法律の
成立、公布

●�国家安全保障戦略、25防衛大綱、
26中期防の策定

2014年7月
●�国の存立を全うし、�
国民を守るための切れ目のない�
安全保障法制の整備について�
（閣議決定）
2014年12月
●特定秘密の保護に関する法律施行

2015年5月
●�治安出動や海上警備行動などの発令手続を
迅速化するための閣議決定

（�「我が国の領海及び内水で国際法上の無害通航に該当しない航
行を行う外国軍艦への対処について」「離島等に対する武装集団
による不法上陸等事案に対する政府の対処について」「公海上で
我が国の民間船舶に対し侵害行為を行う外国船舶を自衛隊の船
舶等が認知した場合における当該侵害行為への対処について」）

2015年9月
●平和安全法制の成立、公布

20132013
（平成25年）

項目別の防衛関係費の推移（年度）※歳出予算（当初）以外は契約ベース

約1.1倍
約1.5倍

約1.7倍 約2.2倍

2013 2022 2023（年度）2013 2022＊ 2023（年度）2013 2022＊ 2023（年度）2013 2022 2023（年度）

4.68 5.18

4.75
5.40

SACO除き
6.60

SACO込
6.82

7,862 
11,424 

20,355 （兆円） （億円）

1,457 
2,480 

8,283

1,309 
2,911 

8,968 （億円） （億円）

歳出予算（当初） 維持整備費 弾薬整備費 研究開発費
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与那国島
宮古島

石垣島

奄美大島

那覇

相浦

三沢

朝霞
府中 市ヶ谷

厳しさを増す安全保障環境を現実のものとして見据え、25防衛大綱及び30防衛大綱のもと、真に実効的な防衛力を構築�
することとし、防衛力を強化し、国民の平和な暮らし、そして、わが国の領土・領海・領空を断固として守り抜いてきました。
しかしながら、わが国周辺国などが軍事力を増強しつつ軍事活動を活発化させています。今後の防衛力については、いつ�

いかなるときも力による一方的な現状変更やその試みは決して許さないとの意思を明確にしていく必要があります。

機動・展開能力の向上
●陸自V-22オスプレイの取得（0➡13機）
●C-2輸送機の取得（1➡16機）
●即応機動連隊の新編（0➡6個連隊）
●16式機動戦闘車の取得（0➡160両） 宇宙・サイバー・電磁波領域の能力強化

● �空自宇宙作戦隊の新編（2020年：府中）、部隊を拡充し空自宇宙作戦群を新編
（2022年：府中）
●�自衛隊指揮通信システム隊隷下にサイバー防衛隊を新編�
（2014年：市ヶ谷）、機能などを拡充して自衛隊指揮通信システム隊を
廃止し自衛隊サイバー防衛隊を新編（2022年：市ヶ谷）

●陸自電子作戦隊の新編（2020年）
●陸自ネットワーク電子戦システム（NEWS）の取得（2017年～）
●空自スタンド・オフ電子戦機の開発（2020年～）

統合運用体制の強化
● �陸自の全国的運用のため各方面隊を一体的に運用する統一司令部（陸上総隊）を新編（朝霞）
（2018年）
●統幕における宇宙・サイバー・電磁波領域にかかる態勢の強化（2020年～）

海空領域の能力強化
●F-35A／B戦闘機（0➡33機）、P-1哨戒機（5➡34機）の取得
●KC-46A空中給油・輸送機の取得（0➡2機）
●潜水艦の増勢（16➡22隻）（2022年に完了）
●いずも型護衛艦の改修とF-35B発着艦検証（2021年）
●新型護衛艦（FFM）の取得（0➡4隻）

無人機の活用
●滞空型無人機（グローバルホーク）の取得（0➡2機）（2015年～）
●偵察航空隊の新編（2022年：三沢）

スタンド・オフ防衛能力の整備
● �攻撃されない安全な距離（脅威圏外）から相手部隊に対処するため、
スタンド・オフ・ミサイル（JSM、JASSM）を整備
（JSM：2018年～、JASSM：2023年～）
●�12式地対艦誘導弾能力向上型、島嶼防衛用高速滑
空弾、極超音速誘導弾などの研究開発（2018年～）

2018年12月
●30防衛大綱、31中期防の策定

2022年12月
●�国家安全保障戦略、国家防衛戦略、
防衛力整備計画の策定

20182018
（平成30年）

20222022
（令和4年）

激変する時代激変する時代～～1100年の変化年の変化～～特 集 1

指揮通信能力の強化 
宇宙領域の活用
● �Xバンド防衛通信
衛星の打ち上げ�
（きらめき1・2号）
（2017年、18年）
●�各通信システムの�
能力強化

【三菱重工／JAXA提供】

総合ミサイル防空能力の強化
●PAC-3MSE地対空誘導弾の配備（2020～2022年）
●�イージス艦の増勢（6➡8隻）（2020年に完了）
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3同盟国・同志国などとの連携同盟国・同志国などとの連携～協力・連携の深化～

新ガイドライン策定新ガイドライン策定
平和安全法制成立平和安全法制成立

日米同盟はかつてないほど強固と
なり、抑止力・対処力も向上。
米軍の武器等防護も可能に

相手国との相互理解や信頼醸成を推進し、二国間・多国間の
防衛関係を強化してきました。

インド太平洋方面派遣（IPD）
2017年～開始

派遣期間中にインド太平洋地域各国へ
の寄港や各国軍隊との共同訓練などを�
通じ、地域の平和と安定に寄与

タリスマン・セイバー
2015年～参加

豪州における多国間実動訓練を通じ、各
国軍隊との連携及び相互運用性を高め、
わが国の抑止力・対処力を強化

日豪「2+2」（2022年12月） 日米豪防衛相会談（2022年10月）

■「2+2」、防衛相会談の実績
2013年度 2022年度

「 2 + 2 」「 2 + 2 」 3回 5回

防 衛 相 会 談防 衛 相 会 談 20回 37回
「 2 + 2 」 の「 2 + 2 」 の
枠組みを有する国枠組みを有する国 4か国 9か国

注：防衛相会談は他国の防衛相との会談。

■ 多国間共同訓練への参加実績
2013年度 2022年度

回 数回 数 19回 43回
注：�平成26年版及び令和5年版防衛白書資料編参照。�

2つ以上の自衛隊が参加した訓練は1回として計上。

2017

SM-3ブロックⅡA SM-3ブロックⅡA 
共同生産・配備段階へ共同生産・配備段階へ

2017

2015

日
米
同
盟

防
衛
協
力
・
防
衛
交
流

人・部隊による協力・交流

20132013
（平成25年）

20182018
（平成30年）

日米同盟の強化

新たな日米ACSA発効新たな日米ACSA発効
平和安全法制の施行に伴い、物品、
役務の提供の対象となる活動を拡大
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いまや、どの国も一国では自国の安全を守ることはできません。
わが国の安全保障の基軸である日米同盟を深化させつつ、諸外国との協力を強化してきました。

日米日米「「2+22+2」」

サイバー攻撃が日米安保条約�
第5条の武力攻撃にあたりうる�
ことを確認

今後も同盟を強化していく決意
を表明

宇宙における攻撃が日米安保
条約第5条の発動につながる
ことがありうることを確認

日米同盟60周年日米同盟60周年

フィリピンに対する警戒管制レーダーの移転
（2020年～）

モンゴルに対する能力構築支援
（PKO（施設））

次期戦闘機の日英伊共同開発（2022年～）

フィリピンに対する能力構築支援
（艦船整備）

■ 防衛装備品・技術移転協定の締結国数
2013年度 2022年度

締 結 国 数締 結 国 数 2か国 13か国

■ 能力構築支援の対象国数・事業数（累計数）
2013年度 2022年度

対 象 国 数対 象 国 数 5か国 16か国・1機関

事 業 数事 業 数 9事業 51事業

能力構築支援は、わが国が保有する能力を活用し、他国の能力の構築を支援することです。より
実践的かつ多様な手段を組み合わせ、防衛協力・交流の一層の強化・深化を図ってきました。

わが国の安全保障、平和貢献・国際協力の推進及び技術基盤・産業基盤の維持・強化
に資するよう、諸外国との防衛装備・技術協力を推進してきました。

日米日米「「2+22+2」」2019 2020 2023

能力構築支援

防衛装備・技術協力

20232023
（令和5年）

激変する時代激変する時代～～1100年の変化年の変化～～特 集 1

■ 主な日米共同訓練の実績
2013年度 2022年度

回 数回 数 24回 108回
注：�平成26年版及び令和5年版防衛白書資料編参照。�

2つ以上の自衛隊が参加した訓練は1回として計上。

着実に深化・拡大

着実に深化・拡大

相互運用性及び日米共同対処能力の向上

イメージ
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国家防衛戦略国家防衛戦略
わが国は、戦後、最も厳しく複雑な安全保障環境に直面しています。国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、�わが国は、戦後、最も厳しく複雑な安全保障環境に直面しています。国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、�

その厳しい現実に正面から向き合い、その厳しい現実に正面から向き合い、相手の能力と新しい戦い方に着目した防衛力の抜本的強化相手の能力と新しい戦い方に着目した防衛力の抜本的強化を行う必要があります。を行う必要があります。
防衛力の抜本的強化とともに防衛力の抜本的強化とともに国力を総合した国全体の防衛体制の強化を、戦略的発想を持って一体として実施する 国力を総合した国全体の防衛体制の強化を、戦略的発想を持って一体として実施する 

ことこそが、わが国の抑止力を高めることこそが、わが国の抑止力を高めることになります。ことになります。
こうした認識のもと、政府は、1976年以降6回策定してきた「防衛計画の大綱」に代わって、わが国の防衛目標、�こうした認識のもと、政府は、1976年以降6回策定してきた「防衛計画の大綱」に代わって、わが国の防衛目標、�

防衛目標を達成するためのアプローチ及びその手段を包括的に示す「国家防衛戦略」を策定しました。防衛目標を達成するためのアプローチ及びその手段を包括的に示す「国家防衛戦略」を策定しました。本戦略は、戦後の本戦略は、戦後の
防衛政策の大きな転換点であり、中長期的な防衛力強化の方向性と内容を示すもの防衛政策の大きな転換点であり、中長期的な防衛力強化の方向性と内容を示すものです。その意義について国民の皆様のです。その意義について国民の皆様の
理解が深まるよう政府として努力してまいります。理解が深まるよう政府として努力してまいります。

ロシアがウクライナを侵略するに至った軍事的な背景としては、ウクライナがロシアによる侵略を抑止するための�
十分な能力を保有していなかったことにあります。
高い軍事力を持つ国が、あるとき侵略という意思を持ったことにも注目すべきです。脅威は能力と意思の組み合わ

せで顕在化するところ、意思を外部から正確に把握することは困難であり、国家の意思決定過程が不透明であれば、�
脅威が顕在化する素地が常に存在します。
このような国から自国を守るためには、力による一方的な現状変更は困難であると認識させる抑止力が必要であり、

相手の能力に着目した防衛力を構築する必要があります。
また、新しい戦い方が顕在化するなか、それに対応できるかどうかが今後の防衛力を構築するうえでの大きな課題�

です。わが国の今後の安全保障・防衛政策のあり方が地域と国際社会の平和と安定に直結します。

特 集2

防衛上の課題

顕在化する新しい戦い方顕在化する新しい戦い方
弾道・巡航ミサイルによる大規模なミサイル攻撃
● �飛来するミサイルを迎撃し、わが国に着弾させないように
することが必要

●�相手のミサイル発射を制約し、ミサイル攻撃を行い難くす
ることが必要

●�施設や滑走路などにミサイルが直撃しても、被害を最小限
に抑えつつ、迅速に復旧するなどして粘り強く戦う必要

宇宙・サイバー・電磁波の領域や無人機などによる 
非対称的な攻撃等
● �宇宙・サイバー・電磁波の領域における探知や防護などの対処能
力の強化は喫緊の課題

●�陸・海・空で運用できる多様な無人装備の導入や、相手側の無人
機に対処する能力の整備が必要

沖縄・宮古島間を通過した中国軍
の偵察型無人機（2023年1月）

宇宙空間の安定的利用に対する脅威

情報戦を含むハイブリッド戦
● �不審な兆候を速やかに察知し、その情報をできるだけリアルタイ
ムに共有する必要

●�敵が攻めてくると予想される場所に、先回りして自衛隊の部隊を
移動させる必要。また、危険な場所から国民をすぐに避難させる�
輸送力も必要

●�偽情報の拡散などによる情報戦などに対応し、混乱などが生じ�
ないようにする必要

ウクライナから出国したとの偽情報
を打ち消すため、ゼレンスキー大統
領が大統領府前で撮影して投稿した
動画のキャプション（2022年2月）
【ゼレンスキー大統領Facebook】

中国が台湾周辺に発射した弾道ミサイル9発のうち
5発が我が国のEEZ内に着弾（2022年8月）

ロシアはウクライナ全土に対し、
5,000発以上の弾道・巡航ミサイルを使用

7 令和5年版 防衛白書

防衛2023_01_特集.indd   7防衛2023_01_特集.indd   7 2023/06/26   13:21:342023/06/26   13:21:34



巻頭特集2では、2022年12月に策定した国家防衛戦略を取り上げます。巻頭特集2では、2022年12月に策定した国家防衛戦略を取り上げます。
特にわが国自身の防衛体制の強化の部分に着目し、特にわが国自身の防衛体制の強化の部分に着目し、
わが国を守るために行う防衛力の抜本的強化の内容について簡潔に解説します。わが国を守るために行う防衛力の抜本的強化の内容について簡潔に解説します。

①�力による一方的な現状変更を許
容しない安全保障環境を創出

②�力による一方的な現状変更やその
試みを、同盟国・同志国などと協
力・連携して抑止・対処し、早期
に事態を収拾

③�万が一、わが国への侵攻が生起し
た場合、わが国が主たる責任を
もって対処し、同盟国などの支援
を受けつつ、これを阻止・排除

3 つの防衛目標

G7首脳会合に参加する岸田内閣総理大臣�
（2023年5月）� 【首相官邸HP】

米空軍機との日米共同訓練（2023年2月） 水陸両用作戦の訓練の様子（2023年2月）

①�わが国自身の防衛体制の強化
“防衛力の抜本的な強化”
“国全体の防衛体制の強化”

②�日米同盟の抑止力と対処力の強化
“日米の意思と能力を顕示”

③�同志国などとの連携の強化
“一ヵ国でも多くの国々との連携
を強化”

防衛目標を達成するための 3つのアプローチ

次期戦闘機のイメージ 日米防衛相会談（2023年1月） 日英円滑化協定（RAA）に署名（2023年1月）
� 【首相官邸HP】

JAXAとの連携により、�
宇宙状況監視システムを運用開始� 【JAXA提供】

護衛艦「いずも」への米海兵隊F-35B発着艦検証
（2021年10月）

日米英蘭加新共同訓練（2021年10月）

8日本の防衛
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02

03

04

01

06

05
わが国の防衛上、必要な機能・能力として、7つの柱を重視して、防衛力の抜本的強化に取り組んでいきます。特に、

今後5年間の最優先課題は、現有装備品を最大限有効に活用するため、可動率向上や弾薬・燃料の確保、主要な防衛施
設への投資の加速、スタンド・オフ防衛能力、無人アセット防衛能力などの将来の中核となる能力を強化します。

防衛力の抜本的強化の 7つの分野

領域横断作戦能力領域横断作戦能力
全ての能力を融合させて戦うために必要となる宇宙・
サイバー・電磁波、陸・海・空の能力を強化

無人アセット防衛能力無人アセット防衛能力
無人装備による情報収集や戦闘支援などの能力を強化

統合防空ミサイル防衛能力統合防空ミサイル防衛能力
ミサイルなどの多様化・複雑化する空からの脅威に対
応するための能力を強化

スタンド・オフ防衛能力スタンド・オフ防衛能力
攻撃されない安全な距離から相手部隊に対処する能力
を強化

12式地対艦誘導弾能力向上型の開発

トマホークの取得

「反撃能力」
わが国への侵攻を抑止するうえでの鍵
ミサイル防衛網により、飛来するミサイルを防ぎつつ、
相手からのさらなる武力攻撃を防ぐため、有効な反撃
を加える能力。これにより、相手に攻撃を思い止まら
せ、武力攻撃そのものを抑止

持続性・強靱性持続性・強靱性
必要十分な弾薬・誘導
弾・燃料を早期に整備。
また、装備品の部品取得
や修理、施設の強靱化に
係る経費を確保

機動展開能力・国民保護機動展開能力・国民保護
必要な部隊を迅速に機動・展開するため、海上・航空
輸送力を強化。
これらの能力を活用し、
国民保護を実施。

指揮統制・情報関連機能指揮統制・情報関連機能
迅速かつ的確に意思決定を行うため、指揮統制・情報
関連機能を強化

イージス・システム搭載艦
（イメージ）の建造

偵察用UAV（中域用）
（イメージ）の整備 火薬庫の確保

AI技術を活用した
画像の活用（イメージ）

スタンド・オフ電子戦機�
（イメージ）の開発

輸送船舶（イメージ）の取得
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人的基盤の強化人的基盤の強化
〉〉〉採用の取組強化
〉〉〉予備自衛官などの活用
〉〉〉生活・勤務環境の改善・処遇の向上
〉〉〉人材の育成
〉〉〉再就職支援の強化
〉〉〉栄典の拡大

衛生機能の変革衛生機能の変革
〉〉〉�第一線から後送先までの�

シームレスな医療・後送態勢を確立
〉〉〉戦傷医療に関する教育研究の強化

防衛生産基盤の強化防衛生産基盤の強化
〉〉〉力強く持続可能な防衛産業の構築
〉〉〉様々なリスクへの対処
〉〉〉防衛装備移転の推進

防衛技術基盤の強化防衛技術基盤の強化
〉〉〉早期の防衛力抜本的強化につながる研究開発
〉〉〉民生の先端技術を積極的に活用

国家防衛戦略国家防衛戦略特 集2

瞬く間に進展する科学技術が安全保障のあり方を根本的に変化させ、諸外国ではその囲い込みが進められている昨今。
装備品の安定的な調達を確保するため、いわば防衛力そのものたる防衛生産・技術基盤をわが国の国内において維持・

強化していくことが必要不可欠です。

防衛力を発揮するのは自衛隊員です。高度な装備品をどれだけ揃えようと、それを扱う人がいなければ防衛力は発揮
できません。防衛力を「人」の面から強化する取組を進めていきます。
また、戦う自衛隊員の生命を守る態勢を強化していきます。

防衛生産・技術基盤の強化

人的基盤の強化・衛生機能の変革

患者搬送訓練の様子

長期運用型UUV

募集対象者に対するオンライン説明会

インダストリーデーの様子
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分　野 前回の計画
（2019～2023年度）

今回の計画
（2023～2027年度） 経費を確保する必要性

ス タ ン ド・ オ フ 防 衛 能 力ス タ ン ド・ オ フ 防 衛 能 力 0.2兆円 ５兆円

統合防空ミサイル防衛能力統合防空ミサイル防衛能力 １兆円 ３兆円

無 人 ア セ ッ ト 防 衛 能 力無 人 ア セ ッ ト 防 衛 能 力 0.1兆円 １兆円 無人装備を駆使した新たな戦闘様相への対処

領 域 横 断 作 戦 能 力領 域 横 断 作 戦 能 力
（宇宙・サイバー・陸海空自衛隊の装備品）（宇宙・サイバー・陸海空自衛隊の装備品）

３兆円 ８兆円
衛星の活用による、ミサイルなどの情報収集機能の強化が必要
高度化・巧妙化するサイバー攻撃に対応するための態勢の強化が必要
周辺国などの戦力の急速な増強に対応するため、各種装備品の能力向上・早期取得が必要

指 揮 統 制・ 情 報 関 連 機 能指 揮 統 制・ 情 報 関 連 機 能 0.3兆円 １兆円 活発化する各国の軍事動向について隙のない常時継続的な情報収集が必要
ウクライナ侵略で見られたような情報戦に対応できる情報機能の強化が必要

機 動 展 開 能 力・ 国 民 保 護機 動 展 開 能 力・ 国 民 保 護 0.3兆円 ２兆円

持
続
性
・
強
靱
性

持
続
性
・
強
靱
性

弾 薬・ 誘 導 弾弾 薬・ 誘 導 弾 １兆円 ２兆円
（他分野も含め約5兆円）

有事におけるわが国への侵攻を阻止するために、
弾薬・誘導弾の不足を解消することが必要

装備品の修理など装備品の修理など ４兆円 ９兆円
（他分野も含め約10兆円）

施 設 の 強 靱 化施 設 の 強 靱 化 １兆円 ４兆円
全ての自衛隊施設のうち、防護性能がある施設は約20％、耐震性能がある施設は約60％
　　　　　　　　⬇
概ね10年後、防護性能・耐震性能ともに100％� 老朽化した施設1942年建設（築81年）

防 衛 生 産 基 盤 の 強 化防 衛 生 産 基 盤 の 強 化
１兆円

０.４兆円
（他分野も含め約1兆円）

防衛産業はいわば防衛力そのもの。相次ぐ事業撤退、海外からの原料供給の途絶、企業へのサイバー攻撃等の多様な�
課題に的確に対応することが必要

研 究 開 発研 究 開 発 １兆円
（他分野も含め約3.5兆円）

そ の 他そ の 他 4.4兆円 ６.６兆円 隊員の教育訓練、装備品の燃料などに必要な予算を確保

2019～2023年度の計画額

17.2兆円（契約額）

今後５年間で必要な経費
43.543.5兆円兆円（契約額）
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分　野 前回の計画
（2019～2023年度）

今回の計画
（2023～2027年度） 経費を確保する必要性

ス タ ン ド・ オ フ 防 衛 能 力ス タ ン ド・ オ フ 防 衛 能 力 0.2兆円 ５兆円

統合防空ミサイル防衛能力統合防空ミサイル防衛能力 １兆円 ３兆円

無 人 ア セ ッ ト 防 衛 能 力無 人 ア セ ッ ト 防 衛 能 力 0.1兆円 １兆円 無人装備を駆使した新たな戦闘様相への対処

領 域 横 断 作 戦 能 力領 域 横 断 作 戦 能 力
（宇宙・サイバー・陸海空自衛隊の装備品）（宇宙・サイバー・陸海空自衛隊の装備品）

３兆円 ８兆円
衛星の活用による、ミサイルなどの情報収集機能の強化が必要
高度化・巧妙化するサイバー攻撃に対応するための態勢の強化が必要
周辺国などの戦力の急速な増強に対応するため、各種装備品の能力向上・早期取得が必要

指 揮 統 制・ 情 報 関 連 機 能指 揮 統 制・ 情 報 関 連 機 能 0.3兆円 １兆円 活発化する各国の軍事動向について隙のない常時継続的な情報収集が必要
ウクライナ侵略で見られたような情報戦に対応できる情報機能の強化が必要

機 動 展 開 能 力・ 国 民 保 護機 動 展 開 能 力・ 国 民 保 護 0.3兆円 ２兆円

持
続
性
・
強
靱
性

持
続
性
・
強
靱
性

弾 薬・ 誘 導 弾弾 薬・ 誘 導 弾 １兆円 ２兆円
（他分野も含め約5兆円）

有事におけるわが国への侵攻を阻止するために、
弾薬・誘導弾の不足を解消することが必要

装備品の修理など装備品の修理など ４兆円 ９兆円
（他分野も含め約10兆円）

施 設 の 強 靱 化施 設 の 強 靱 化 １兆円 ４兆円
全ての自衛隊施設のうち、防護性能がある施設は約20％、耐震性能がある施設は約60％
　　　　　　　　⬇
概ね10年後、防護性能・耐震性能ともに100％� 老朽化した施設1942年建設（築81年）

防 衛 生 産 基 盤 の 強 化防 衛 生 産 基 盤 の 強 化
１兆円

０.４兆円
（他分野も含め約1兆円）

防衛産業はいわば防衛力そのもの。相次ぐ事業撤退、海外からの原料供給の途絶、企業へのサイバー攻撃等の多様な�
課題に的確に対応することが必要

研 究 開 発研 究 開 発 １兆円
（他分野も含め約3.5兆円）

そ の 他そ の 他 4.4兆円 ６.６兆円 隊員の教育訓練、装備品の燃料などに必要な予算を確保

2019～2023年度の計画額

17.2兆円（契約額）

今後５年間で必要な経費
43.543.5兆円兆円（契約額）

国家防衛戦略国家防衛戦略特 集2

部品不足などによって装備品を運用できない
状況が発生

諸外国のミサイル・レーダーの
性能が向上

攻撃されない安全な距離から
相手部隊に対処する能力を強化

島嶼部などへの部隊の迅速な展開のため、
海上・航空の輸送能力の強化が必要 輸送船舶の取得等を推進

十分な修理費などを確保して、部品不足などによって
装備品を運用できない状況を解消

科学技術が急速に進展する中、将来の装備品の
研究開発に遅れをとると、挽回は困難

将来の戦い方に必要な先端技術への
投資などを強化

極めて高速（極超音速）で飛翔したり、低い
高度や変則的な軌道で飛翔するミサイルなど、
空からの脅威が多様化・複雑化

空からの脅威に対応できる
迎撃能力などを強化

相手の脅威圏
日本

新たな脅威
変則的な軌道

充 足充足
不足

12日本の防衛
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力による一方的な現状変更は、アジアを含む国際秩序の根幹を揺るがす行為力による一方的な現状変更は、アジアを含む国際秩序の根幹を揺るがす行為��
ロシアによるウクライナ侵略は、ウクライナの主権及び領土一体性を侵害し、

武力の行使を禁ずる国際法と国連憲章の深刻な違反である。このような力による
一方的な現状変更は、アジアを含む国際秩序全体の根幹を揺るがすものである。
国際の平和及び安全の維持に主要な責任を負うこととされている安保理常任

理事国が、国際法や国際秩序と相容れない軍事行動を公然と行い、罪のない人命
を奪うとともに核兵器による威嚇ともとれる言動を繰り返すという事態は前代
未聞と言える。ウクライナの非戦闘員の犠牲者は、国連人権高等弁務官事務所に
よると2023年4月時点で少なくとも8千人を超えるとみられるが、戦闘が現在
も継続しているため、正確な被害の実態は把握できておらず、実際の犠牲者はこ
れを大きく上回り、今もなお増え続けているとみられる。このようなロシアの侵
略を容認すれば、アジアを含む他の地域においても力による一方的な現状変更が
認められるとの誤った含意を与えかねず、わが国を含む国際社会として、決して許すべきではない。
ロシアは、今般の侵略を通じ通常戦力を大きく損耗したものとみられ、今後ロシアの中長期的な国力の低下や、周辺諸国との

軍事バランスの変化が生じる可能性がある。さらに、中国との連携の深化などを通じ、米中の戦略的競争の展開やアジアへの影
響を含め、グローバルな国際情勢にも影響を与えうることから、関連動向について、強い関心を持って注視していく必要がある。

戦後最大の試練の時を迎える国際社会戦後最大の試練の時を迎える国際社会��
普遍的価値やそれに基づく政治・経済体制を共有しない国家が勢力を拡大しており、ロシアによるウクライナ侵略をはじめ

とする力による一方的な現状変更やその試みは、既存の国際秩序に対する深刻な挑戦となっている。国際社会は戦後最大の試
練の時を迎え、新たな危機の時代に突入しつつある。また、パワーバランスの変化
により、政治・経済・軍事などにわたる国家間の競争が顕在化し、特に米中の国
家間競争が激しさを増している。さらに、国際社会共通の課題への対応において、
国際社会が団結しづらくなっている。
さらに、科学技術の急速な進展が安全保障のあり方を根本的に変化させ、各国

はゲーム・チェンジャーとなりうる先端技術を開発し、従来の軍隊の構造や戦い
方が根本的に変化しているほか、先端技術をめぐる主導権争いなど経済分野にま
で安全保障分野が拡大している。
加えて、サイバー領域などにおけるリスクは深刻化し、偽情報の拡散を含む情

報戦などが平素から行われ、軍事的な手段と非軍事的な手段を組み合わせるハイ
ブリッド戦がさらに洗練された形で実施される可能性が高い。

厳しさを増すインド太平洋地域の安全保障厳しさを増すインド太平洋地域の安全保障��
わが国が位置するインド太平洋地域は、安全保障上の課題が多い地域である。

特に、わが国周辺では、核・ミサイル戦力を含む軍備増強が急速に進展し、力によ
る一方的な現状変更の圧力が高まっている。

わが国を取り巻く安全保障環境

概　観 第1章
P.33

第2章
P.39ロシアによる侵略とウクライナによる防衛

2022年7月4日に尖閣諸島の接続水域に入域した 
中国海軍艦艇ジャンウェイⅡ級フリゲート

露軍のミサイル攻撃により破壊された 
ザポリッジャ市の集合住宅

（2023年3月5日ウクライナ非常事態庁公表画像）

2022年11月の米中首脳会談【AFP=時事】

Ⅰ第 部
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同盟・パートナーシップを重心とする米新戦略同盟・パートナーシップを重心とする米新戦略�� P.48

米国は、2022年10月に発表した「国家安全保障戦略」や「国家防衛戦略」において、中国を「対応を絶えず迫ってくる挑戦」、
ロシアを「差し迫った脅威」、北朝鮮を「持続的脅威」と位置づけている。また、「国家防衛戦略」と同時に発表された「核態勢の
見直し」では、中国の核大国化により、2030年代に
は、史上初めて、露中2つの核大国に直面すると言及
した。
このような情勢下、米国単独では複雑で相互に関

連した課題に対処できないとし、互恵的な同盟及び
パ－トナーシップが国家防衛戦略の重心であるとの
認識を示した。特にインド太平洋地域における中国
の威圧的な行動に対しては、同盟国とのパートナー
シップ、クアッドやAUKUSなどの多国間枠組みへの
取組を推進するとしている。また、南シナ海における
「航行の自由作戦」や米艦艇による台湾海峡の通過を
継続するなど、「自由で開かれたインド太平洋」への
コミットメントを示し続けている。

中国の力による一方的な現状変更の試みや活動の活発化中国の力による一方的な現状変更の試みや活動の活発化�� P.56

中国は、長期間にわたり国防費を急速なペースで増加させており、こ
れを背景に、核・ミサイル戦力や海上・航空戦力を中心に、軍事力の
質・量を広範かつ急速に強化している。
例えば、2035年までに1500発の核弾頭を保有する可能性があると

指摘されているとともに、電磁式カタパルトの搭載も指摘される2隻
目の国産空母の建造や、多種多様な無人航空機の自国開発も急速に進
めている。
これらの強大な軍事力を背景とし、中国は、尖閣諸島周辺をはじめと

する東シナ海、日本海、さらには伊豆・小笠原諸島周辺を含む西太平洋
など、いわゆる第一列島線を越え、第二列島線に及ぶわが国周辺全体で
の活動を活発化させるとともに、台湾に対する軍事的圧力を高め、さら
に、南シナ海での軍事拠点化などを推し進めている。
特に、台湾に関し、中国は、2022年8月4日にわが国の排他的経済

水域（EEZ）内への5発の着弾を含む計9発の弾道ミサイルの発射を
行った。このことは、地域住民に脅威と受け止められた。
このような中国の対外的な姿勢や軍事動向などは、わが国と国際社

会の深刻な懸念事項であるとともに、これまでにない最大の戦略的挑
戦となっており、わが国の総合的な国力と同盟国・同志国などとの協
力・連携により対応していく必要がある。

諸外国の防衛政策など 第3章
P.48

日米首脳会談（2023年5月）【首相官邸HP】

総書記として3期目に入った習近平氏【EPA=時事】

2隻目となる国産空母「福建」【中国通信/時事通信フォト】

14日本の防衛
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激化する米中の戦略的競争、緊張感が高まる台湾情勢激化する米中の戦略的競争、緊張感が高まる台湾情勢�� P.87

中国は、台湾統一を「中華民族の偉大な復興を実現する
上での必然的要請」と位置づけており、台湾をめぐる問題
への米国の関与を強く警戒している。
2022年には、ペロシ米下院議長（当時）をはじめとする

議員が党派を超えて台湾を訪問、さらに、台湾との安全保
障協力を強化するための「台湾抗たん性強化法」が成立す
るなど、米国は、政府・議会がともに、台湾への支援を一層
強化する方針を示している。
これに対し、中国は、台湾周辺での軍事活動をさらに活

発化させている。

核・ミサイル開発を進展させる北朝鮮核・ミサイル開発を進展させる北朝鮮�� P.98

北朝鮮は、近年、かつてない高い頻度で弾道ミサイルな
どの発射を繰り返している。また、変則的な軌道で飛翔す
る弾道ミサイルや「極超音速ミサイル」と称するミサイル
などの発射を繰り返しているほか、戦術核兵器の搭載を念
頭に長距離巡航ミサイルの実用化も追求するなど、核・ミ
サイル関連技術と運用能力の向上に注力している。2022
年10月には弾道ミサイルをわが国上空を通過させる形で
発射したほか、ICBM級弾道ミサイルの発射も繰り返して
いる。こうした軍事動向は、わが国の安全保障にとって、
従前よりも一層重大かつ差し迫った脅威となっており、地
域と国際社会の平和と安全を著しく損なうものである。

「強い国家」を掲げるロシアと中国との戦略的連携「強い国家」を掲げるロシアと中国との戦略的連携�� P.123

「強い国家」を掲げるロシアは、各種の新型兵器の開発・配備を進
めてきたが、ウクライナ侵略開始後は、兵員数の増加や部隊編制の拡
大改編を指向する動きも見せている。2022年は、戦略指揮参謀部演
習「ヴォストーク2022」を兵員5万人以上、中国やインドなど計14
か国の参加を得て実施するなど、ウクライナ侵略を行う最中にあって
も、極東において活発な軍事活動を継続している。中国との戦略的連
携を強化する動きもあり、度重なる、ロシアと中国の爆撃機の共同飛
行や艦艇の共同航行は、わが国に対する示威活動を明確に意図したも
のであり、わが国と地域の安全保障上の観点から、重大な懸念である。
今後も、わが国を含むインド太平洋地域におけるロシア軍の動向につ
いて、強い懸念を持って注視していく必要がある。 2022年9月、「ヴォストーク2022」を視察するプーチン大統領（中央）

【ロシア大統領府HP】

北朝鮮が2022年11月に発射した新型ICBM級弾道ミサイル「火星17」型【朝鮮通信】

ペロシ米下院議長訪台に伴う蔡英文総統との面会（2022年8月）【台湾総統府HP】

わが国を取り巻く安全保障環境Ⅰ第 部
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情報戦などにも広がりをみせる科学技術をめぐる動向情報戦などにも広がりをみせる科学技術をめぐる動向�� P.164

科学技術とイノベーションの創出は、わが国の経済的・社会的発
展をもたらす源泉であり、技術力の適切な活用は、安全保障だけで
なく、気候変動などの地球規模課題への対応にも不可欠である。各
国は、人工知能（AI）、量子技術、次世代情報通信技術など、将来の
戦闘様相を一変させる、いわゆるゲーム・チェンジャーとなり得る
先端技術の研究開発や、軍事分野での活用に力を入れている。
また、サイバー空間、企業買収・投資を含む企業活動などを利

用し、先端技術に関する情報を窃取したうえで、軍事目的に使用
することが懸念されている。各国は、輸出管理や外国からの投資
にかかる審査を強化するとともに、技術開発や生産の独立性を高
めるなど、いわゆる「経済安全保障」の観点からの施策を講じて
いる。

宇宙・サイバー・電磁波の領域をめぐる動向宇宙・サイバー・電磁波の領域をめぐる動向�� P.171

宇宙空間を利用した技術や情報通信ネットワークは、人々の生
活や軍隊にとっての基幹インフラとなっている。一方、中国やロ
シアなどは、他国の宇宙利用を妨げる能力を強化し、国家や軍が
サイバー攻撃に関与していると指摘されている。
各国は、宇宙・サイバー・電磁波領域における能力を、敵の戦

力発揮を効果的に阻止する攻撃手段として認識し、能力向上を
図っている。

大量破壊兵器の移転・拡散大量破壊兵器の移転・拡散�� P.185

大量破壊兵器及びその運搬手段となりうるミサイルの移転・拡
散は、冷戦後の大きな脅威の一つとして認識されてきた。近年、国
家間の競争や対立が先鋭化し、国際的な安全保障環境が複雑で厳
しいものとなる中で、軍備管理・軍縮・不拡散といった共通課題
への対応において、国際社会の団結が困難になっていくことが懸
念される。

気候変動が�気候変動が�
安全保障や軍に与える影響安全保障や軍に与える影響�� P.188

各国軍は、気候変動に影響されずに活動を継続するための抗た
ん性確保に努めるとともに、気候変動に伴い発生する安全保障上
の危機への対応に向けた取組を進めている。

宇宙・サイバー・電磁波の領域や情報戦などをめぐる動向・国際社会の課題など 第4章
P.164

NATOサイバー演習「サイバー・コアリション2022」の様子【NATO HP】

米副大統領のDA-ASAT実験中止を含む宇宙政策の演説【DVIDS】

救助活動を行うパキスタン兵【パキスタン陸軍HP】
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真に国民を守り抜ける体制を作り上げる真に国民を守り抜ける体制を作り上げる��
国際秩序が重大な挑戦に晒され、国際関係において対立と協力の様相が複雑に絡み合う時代となっている。そして、わが国は、

戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面しており、新たな危機の時代に突入していると言える。こうした厳しい安全保障環境
に対応していくために、2022年12月に「国家安全保障戦略」、「国家防衛戦略」及び「防衛力整備計画」を策定した。必要な防
衛力の抜本的強化を実現し、真に国民を守り抜ける体制を作り上げる、戦後の防衛政策の大きな転換点になったと考えている。
「国家安全保障戦略」は、国家安全保障に関する最上位の政策文書として位置付けられ、伝統的な外交・防衛分野のみならず、
経済安全保障、技術、情報なども含む幅広い分野への政府としての横断的な対応に関する戦略が示されている。特にわが国自身
の防衛体制を強化するため、2027年度において、防衛力の抜本的強化とそれを補完する取組と合わせ、そのための予算水準が
2022年度の国内総生産（GDP）の2%（約11兆円）に達するよう、所要の措置を講ずる。
「国家防衛戦略」においては、わが国防衛の目標や、これを実現するためのアプローチと手段が示されている。戦後、最も厳し
く複雑な安全保障環境の中で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くためには、その厳しい現実に正面から向き合って、相手の能
力と新しい戦い方（大規模なミサイル攻撃、情報戦を含むハイブリッド戦、宇宙・サイバー・電磁波の領域や無人機などによる
非対称的な攻撃、核兵器による威嚇など）に着目した防衛力の抜本的強化を行う必要がある。そのため、反撃能力の保有を含め、
防衛力の抜本的強化の方針を定めた。
防衛上の必要な機能・能力として、まず、わが国への侵攻そのものを抑止するために、遠距離から侵攻戦力を阻止・排除す

るために、「①スタンド・オフ防衛能力」「②統合防空ミサイル防衛能力」を強化する。万が一、抑止が破られた場合、①②の能
力に加え、領域を横断して優越を獲得し、非対称的な優勢を確保するため、「③無人アセット防衛能力」「④領域横断作戦能力」
「⑤指揮統制・情報関連機能」を強
化する。さらに、迅速かつ粘り強く
活動し続けて、相手方の侵攻意図を
断念させるため、「⑥機動展開能力・
国民保護」「⑦持続性・強靱性」を強
化する。防衛力の抜本的強化は、い
ついかなる形で力による一方的な現
状変更が生起するか予測困難である
ため、5年後の2027年度までにわ

国家の独立、平和と安全を守る防衛力国家の独立、平和と安全を守る防衛力�� P.193

平和と安全は、国民が安心して生活し、国が繁栄を続けていくうえで不可欠のものであ
るが、願望するだけでは確保できない。
国民の命や暮らしを守り抜くうえで、まず優先されるべきは、積極的な外交の展開であ

る。日米同盟を基軸とし、多国間協力を推進していくことが不可欠である。同時に、外交に
は裏付けとなる防衛力が必要である。戦略的なアプローチとして、「自由で開かれたインド
太平洋」のビジョンの下での外交を展開するとともに、反撃能力の保有を含む防衛力の抜
本的強化を進めていく。また、わが国に対する脅威の発生を予防する観点から、インド太
平洋地域における協力などの分野で防衛力が果たす役割の重要性は増している。
わが国は、このような防衛力の役割を認識したうえで、外交や経済など様々な分野における努力を尽くすことにより、わが国の平

和と安全を確保していく。
また、わが国は、憲法のもと、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国とならないとの基本理念に従い、日米安保体制

を堅持するとともに、文民統制を確保し、非核三原則を守りつつ、実効性の高い統合的な防衛力を効率的に整備している。

わが国の安全保障・防衛政策

わが国の安全保障と防衛の基本的考え方 第1章
P.193

国家安全保障戦略、国家防衛戦略、防衛力整備計画など 第2章
P.199

第3章
P.206

第4章
P.221

Ⅱ第 部

観閲する岸田内閣総理大臣と浜田防衛大臣（国際観艦式）

3つの防衛目標
① 力による一方的な現状変更を許さない

安全保障環境を創出
② 力による一方的な現状変更やその試み

を、同盟国・同志国等と協力・連携して
抑止・対処

③ 我が国への侵攻が生起する場合、我が国
が主たる責任をもって対処し、同盟国
等の支援を受けつつ、阻止・排除

G7首脳会合に参加する岸田総理大臣 
（2023年5月）【首相官邸HP】

米空軍戦略爆撃機等との共同訓練 
（2023年3月）

水陸両用作戦等の訓練 
（2023年2月）
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2015年に成立した平和安全法制においては、いかなる事態においても切れ目のない対応を可能とすべく、「存立危機事態」や
「重要影響事態」などの政府として対処すべき事態を新たに定義づけており、政府としては、引き続き、対応に万全を期していく。

防衛省・自衛隊は、内閣に設置された国家安全保障会議で議論された基本的な方針のもとで、政策立案や任務の遂行を行っている。
また、防衛省・自衛隊は、陸・海・空自衛隊を一体的に運用する統合運用体制をとっている。統合運用の実効性強化に向け、

平素から有事まであらゆる段階においてシームレスに領域横断作戦を実現するため、既存組織の見直しにより、陸海空自の一
元的な指揮を行い得る常設の統合司令部の速やかな創設に向け、各種課題を検討している。

わが国の安全保障と防衛を担う組織 第5章
P.246

自衛隊の行動などに関する枠組み 第6章
P.254

が国への侵攻が生起する場合に、わが国が主たる責任をもって対処し、同盟国などの支援を受けつつ、これを阻止・排除できる
ように防衛力を強化する。さらに、おおむね10年後までに、この防衛目標をより確実にするための更なる努力を行い、より早
期かつ遠方で侵攻を阻止・排除できるように防衛力を強化する。
これに加え、いわば防衛力そのものとしての防衛生産・技術基盤、防衛力の中核である自衛隊員の能力を発揮するための基

盤も強化する。
わが国として保有すべき防衛力の水準を示し、その水準を達成するための内容を含む「防衛力整備計画」においては、5年間

で43兆円程度という、これまでとは全く異なる水準の予算規模により、防衛力の抜本的強化の実現に向けた様々な取組を記載
した。特に、スタンド・オフ防衛能力や無人アセット防衛能力など、将来の防衛力の中核となる分野の抜本的強化や、現有装備
品の最大限の活用のための可動率向上や弾薬確保、主要な防衛施設の強靱化への投資の加速、さらには防衛生産・技術基盤や
人的基盤の強化にしっかりと取り組んでいく。

防衛力抜本的強化「元年」予算防衛力抜本的強化「元年」予算��
令和5（2023）年度防衛関係費は、防衛力を5年以内に抜本的に強化するために必要な取組を積み上げて、新たな「整備計画」

の初年度に相応しい内容及び予算規模を確保（防衛力抜本的強化「元年」予算）した。
歳出予算は、整備計画対象経費として6兆6,001億円（前年度比1兆4,213億円（27.4％）増）を計上し、米軍再編などを含

めると6兆8,219億円となり、「防衛費の相当な増
額」を確保した。また、新規後年度負担（新たな事
業）は、整備計画対象経費として7兆676億円（前
年度比2.9倍）を計上し、1年でも早く、必要な装
備品を各部隊に届け、部隊で運用できるよう、初
年度に可能な限り契約を実施する。具体的には、
将来の防衛力の中核となる分野について、「スタン
ド・オフ防衛能力」、「無人アセット防衛能力」な
どについて大幅に予算を増やすとともに、現有装
備品の最大限の活用のため、可動向上や弾薬確保、
主要な防衛施設の強靱化への投資（重要な司令部
の地下化や隊舎等の整備）を加速している。
予算配分に当たっては、防衛力整備事業につい

て、これまでは主要装備品などの取得経費とその
他の経費の2区分に分けて管理してきたが、各幕・
各機関ごとに新たに15区分に分類して管理する
こととし、予算の積み上げをよりきめ細かく行い、
弾薬、維持整備、施設、生活・勤務環境などへのし
わ寄せを防いでいる。

区　　　分 分　　　　野 5年間の総事業費
（契約ベース）

令和5年度事業費
（契約ベース）

令和5年度事業費
（歳出ベース）

スタンド・オフ防衛能力 約5兆円 約1.4兆円 約0.1兆円
統合防空ミサイル防衛能力 約3兆円 約1.0兆円 約0.2兆円
無人アセット防衛能力 約1兆円 約0.2兆円 約0.02兆円

領域横断作戦能力
宇宙 約1兆円 約0.2兆円 約0.1兆円
サイバー 約1兆円 約0.2兆円 約0.1兆円
車両・艦船・航空機等 約6兆円 約1.2兆円 約1.1兆円

指揮統制・情報関連機能 約1兆円 約0.3兆円 約0.2兆円
機動展開能力・国民保護 約2兆円 約0.2兆円 約0.1兆円

持続性・強靱性
弾薬・誘導弾 約2兆円

（他分野も含め約5兆円）
約0.2兆円

（他分野も含め約0.8兆円）
約0.1兆円

（他分野も含め約0.3兆円）

装備品等の維持整備費・可動確保 約9兆円
（他分野も含め約10兆円）

約1.8兆円
（他分野も含め約2.0兆円）

約0.8兆円
（他分野も含め約1.3兆円）

施設の強靱化 約4兆円 約0.5兆円 約0.2兆円
防衛生産基盤の強化 約0.4兆円

（他分野も含め約1兆円）
約0.1兆円

（他分野も含め約0.1兆円）
約0.1兆円

（他分野も含め約0.1兆円）

研究開発 約1兆円
（他分野も含め約3.5兆円）

約0.2兆円
（他分野も含め約0.9兆円）

約0.1兆円
（他分野も含め約0.2兆円）

基地対策 約2.6兆円 約0.5兆円 約0.5兆円
教育訓練費、燃料費等 約4兆円 約0.9兆円 約0.7兆円

合　計 約43.5兆円 約9.0兆円 約4.4兆円

4.94 4.93 4.92 4.92 4.94 4.94 4.93 4.88 4.83 4.79 4.78 4.74 4.70 4.68 4.66 4.65 4.68 4.78 4.82 4.86 4.90 4.94 5.01 5.07 5.185.12
4.95 4.94 4.93 4.94 4.96 4.96 4.95 4.90 4.86 4.81 4.80 4.78 4.77 4.79 4.78 4.71 4.75 4.88 4.98 5.05 5.13 5.19 5.26 5.31 5.34

4.30

3.80

4.80

5.30

5.80

6.30

6.80 SACO・再編・政府専用機・国土強靭化を除く
SACO・再編・政府専用機・国土強靭化を含む

10年連続減少 11年連続増加
従来の最高額

6.60
6.82

5.40

（単位：兆円）

5年度3年度令和元年度29年度27年度25年度23年度21年度19年度17年度15年度13年度11年度平成9年度
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わが国の防衛力の抜本的強化と国全体の防衛体制の強化わが国の防衛力の抜本的強化と国全体の防衛体制の強化�� P265

わが国の防衛の根幹である防衛力は、わが国の安全保障を確
保するための最終的な担保であり、わが国に脅威が及ぶことを
抑止するとともに、脅威が及ぶ場合には、これを阻止・排除し、
わが国を守り抜くという意思と能力を表すものである。
脅威は能力と意思の組み合わせで顕在化するところ、意思を

外部から正確に把握することは困難であり、国家の意思決定過
程が不透明であれば、脅威が顕在化する素地が常に存在する。こ
のような国から自国を守るためには、力による一方的な現状変
更は困難であると認識させる抑止力が必要であり、相手の能力
に着目した防衛力を構築する必要がある。今後の防衛力につい
ては、新しい戦い方にも対応できるよう、防衛力を抜本的に強化
することで、相手にわが国を侵略する意思を持たせないように
することが必要である。
また、外交力、情報力、経済力、技術力を含めた国力を統合し

て、あらゆる政策手段を体系的に組み合わせて国全体の防衛体
制を構築していく。

力による一方的な現状変更を許容しない安全保障環境の創出�力による一方的な現状変更を許容しない安全保障環境の創出�
力による一方的な現状変更やその試みへの対応力による一方的な現状変更やその試みへの対応�� P.268

わが国の平和と安全にかかわる力による一方的な現状変更やその試みについては、わ
が国として、同盟国・同志国などと協力・連携して抑止していく必要がある。相手の行動
に影響を与えるためには、柔軟に選択される抑止措置（FDO）としての訓練・演習など
や、戦略的コミュニケーション（SC）を、政府一体となって、また同盟国・同志国などと
共に充実・強化していく必要がある。防衛省・自衛隊は、平素から常続的な情報収集・警
戒監視・偵察（ISR）及び分析を関係省庁と連携して実施し、事態の兆候を早期に把握する
とともに、戦闘機などによる緊急発進（スクランブル）を実施している。

ミサイル攻撃を含むわが国に対する侵攻への対応ミサイル攻撃を含むわが国に対する侵攻への対応�� P.279

島嶼部を含むわが国に対する侵攻に対しては、遠距離から侵攻戦力を阻止・排除する
とともに、領域を横断して優越を獲得し、陸海空の領域及び宇宙・サイバー・電磁波の領
域における能力を有機的に融合した領域横断作戦を実施し、非対称な優越を確保し、侵攻
戦力を阻止、排除する。そして、粘り強く活動し続けて、相手の侵攻意図を断念させる。
また、ミサイル攻撃を含むわが国に対する侵攻に対しては、ミサイル防衛により公海及

びわが国の領域の上空でミサイルを迎撃し、攻撃を防ぐためにやむを得ない必要最小限
度の自衛の措置として、相手の領域において有効な反撃を加える能力としてスタンド・
オフ防衛能力などを活用し、ミサイル防衛とあいまってミサイル攻撃を抑止する。

防衛目標を実現するための 
3つのアプローチ

わが国自身の防衛体制 第1章
P.265

Ⅲ第 部

緊急発進（スクランブル）対応中の隊員

イージス艦「まや」SM-3ブロックⅡA発射試験

防衛目標を実現するための3つのアプローチ

①わが国自身の防衛体制の強化

次期戦闘機（イメージ）

②日米同盟の抑止力と対処力の強化

海自護衛艦「いずも」への
米海兵隊F－35Bの着陸（2021年10月3日）

③同志国などとの連携の強化

日米英蘭加新共同訓練
（2021年10月）
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さらに、大規模テロやそれに伴う原子力発電所をはじめとした重
要インフラに対する攻撃なども、深刻な脅威である。防衛省・自衛
隊においては、関係機関と緊密に連携して、それらの攻撃に際して
は実効的な対処を行う。加えて、わが国への侵攻が予測される場合
には、機動展開能力を活用し住民の避難誘導を含む国民保護のため
の取組を円滑に実施する。

情報戦への対応を含む�情報戦への対応を含む�
わが国に対する侵攻への対応わが国に対する侵攻への対応�� P.307

わが国周辺における軍事活動が活発化するなか、防衛省・自衛隊
は、平素から各種の手段による情報の迅速・的確な収集に努めてお
り、情報収集・分析など機能の強化を進めている。
国際社会においては、紛争が生起していない段階から、偽情報や戦略的な情報発信などを用いて他国の世論・意思決定に影

響を及ぼすとともに、自らに有利な安全保障環境を企図する情報戦に重点が置かれている。こうした状況を踏まえ、防衛省・自
衛隊は、わが国防衛の観点から、偽情報の見破りや分析、そして迅速かつ適切な情報発信などを肝とした認知領域を含む情報戦
に確実に対処できる体制・態勢を構築していく。

継戦能力を確保するための�継戦能力を確保するための�
持続性・強靱性強化の取組持続性・強靱性強化の取組�� P.311

将来にわたりわが国を守り抜く上で、弾薬、燃料、装備品の可動数
といった現在の自衛隊の継戦能力は、必ずしも十分ではない。こう
した現実を直視し、有事において自衛隊が粘り強く活動でき、また、
実効的な抑止力となるよう、十分な継戦能力の確保・維持を図る必
要がある。そのため、必要十分な弾薬を早急に保有し、火薬庫及び燃
料タンクを整備するとともに、装備品の可動状況を向上させる。ま
た、主要司令部の地下化や構造強化を進め、施設の再配置なども進
める。

国民の生命・身体・財産の�国民の生命・身体・財産の�
保護に向けた取組保護に向けた取組�� P.316

わが国への侵攻のみならず、大規模災害及び感染症危機などは深
刻な脅威であり、国の総力を挙げて全力で対応する必要がある。防
衛省・自衛隊は、大規模災害などに際し、関係機関と緊密に連携し
て、効果的に人命救助、応急復旧、生活支援などを行う。

平和安全法制施行後の自衛隊の活動状況など平和安全法制施行後の自衛隊の活動状況など�� P.320

2016年の平和安全法制施行後、この法制にかかる各種準備・訓練を実施してきた。2022年には、わが国政府が存立危機事
態の認定を行ったという前提の実動訓練に初めて参加したほか、自衛隊法第95条の2に基づく米軍等の部隊の武器等の警護と
して、初めて日米豪3か国が連携した形で米豪軍に対する警護を実施した。

国民保護訓練に参加する隊員

火薬庫の確保

人命救助にあたる隊員
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わが国の安全保障の基軸としての日米安保体制わが国の安全保障の基軸としての日米安保体制�� P.321

日米安保条約に基づく日米安保体制は、わが国自身の防衛体
制とあいまってわが国の安全保障の基軸である。わが国は、民
主主義、人権の尊重、法の支配、資本主義経済といった基本的
な価値観や世界の平和と安全の維持に関する利益を共有し、経
済面においても関係が深く、かつ、強大な軍事力を有する米国
との安全保障体制を基軸として、わが国の平和、安全及び独立
を確保してきた。
防衛戦略では、わが国への侵攻を抑止する観点から、それぞ

れの役割・任務・能力に関する議論をより深化させ、日米共同
の統合的な抑止力をより一層強化していくこととしている。具
体的には、日米共同による宇宙・サイバー・電磁波を含む領域
横断作戦を円滑に実施するための協力及び相互運用性を高める
ための取組を一層深化させる。さらに、防空、対水上戦、対潜水
艦戦、機雷戦、水陸両用作戦、空挺作戦、情報収集・警戒監視・
偵察・ターゲティング（ISRT）、アセットや施設の防護、後方支
援などにおける連携の強化を図る。また、わが国の防衛力の抜
本的強化を踏まえた日米間の役割・任務分担を効果的に実現
するため、日米共同計画にかかる作業などを通じ、運用面にお
ける緊密な連携を確保する。加えて、より高度かつ実践的な演
習・訓練を通じて同盟の即応性や相互運用性をはじめとする対
処力の向上を図っていく。核抑止力を中心とした米国の拡大抑
止が信頼でき、強靱なものであり続けることを確保するため、
日米間の協議を閣僚レベルのものも含めて一層活発化・深化さ
せる。また、力による一方的な現状変更やその試み、さらには
各種事態の生起を抑止するため、平素からの日米共同による取
組として、共同FDO（柔軟に選択される抑止措置）や共同ISR
（情報収集・警戒監視・偵察）などをさらに拡大・深化させる。

また、在日米軍のプレゼンスは、抑止力として機能している
一方で、在日米軍の駐留に伴う地域住民の生活環境への影響を
踏まえ、各地域の実情に合った負担軽減の努力が必要である。
特に、在日米軍の再編は、米軍の抑止力を維持しつつ、沖縄を
はじめとする地元の負担を軽減するための極めて重要な取組で
あることから、防衛省としては、在日米軍施設・区域を抱える
地元の理解と協力を得る努力を続けつつ、米軍再編事業などを
進めていく。

日米同盟 第2章
P.321

Ⅲ第 部
防衛目標を実現するための 
3つのアプローチ

日米防衛相会談（2023年1月）

米海兵隊のF-35B戦闘機との共同訓練（2022年10月）

日米共同訓練（2023年2月）
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FOIP実現に向けた同志国などとの連携推進FOIP実現に向けた同志国などとの連携推進�� P.360

防衛省・自衛隊は「自由で開かれたインド太平洋」（FOIP）という
ビジョンのもと、一か国でも多くの国々と連携を強化するべく、多角
的・多層的な防衛協力・交流を積極的に推進している。
近年では、同盟国のみならず、アジア、アフリカ、欧州など、多様な

国々との間で、ハイレベル交流、共同訓練、能力構築支援などといっ
た防衛協力・交流を進めている。
また、同志国などとの間で、円滑化協定（RAA）、物品役務相互提供

協定（ACSA）、防衛装備品・技術移転協定等の制度的枠組みの整備
も拡大させている。

海洋安全保障海洋安全保障�� P.397

海洋国家であるわが国にとって、海洋の秩序を強化し、航行・飛行の自由や安全を確保することは、極めて重要である。この
ため、ソマリア沖・アデン湾で実施中の海賊対処をはじめ、海洋状況監視などの海洋安全保障に関する多国間の協力を推進し
ている。

国際平和協力活動国際平和協力活動�� P.402

防衛省・自衛隊は、従前よりエジプトとイスラエルの停戦監視を任
務とするMFOへの司令部要員として2名を派遣しているところ、今
般、司令部要員2名を追加派遣する。また、南スーダンではUNMISS
司令部要員として4名が活動している。このほか、国連事務局やPKO
訓練センターなどへの職員派遣や、国連三角パートナーシップ・プロ
グラムへの各種支援などに積極的に参画し、国際平和協力活動に貢献
している。
また、2022年5月から6月までの間、ドバイにあるUNHCRの

倉庫から人道救援物資をウクライナ周辺国に航空機による輸送を
行った。
さらに、2023年2月から3月までの間、トルコ及びシリアにおいて

発生した地震に際し、国際緊急援助隊法に基づき物資輸送を実施した。
自衛隊は、このような緊急の要請にも対応できる態勢を常時維持し

ている。

軍備管理・軍縮及び不拡散軍備管理・軍縮及び不拡散�� P.408

防衛省・自衛隊は、大量破壊兵器及びその運搬手段となりうるミサ
イルや通常兵器及び軍事転用可能な貨物・機微技術の拡散などに対
する国際的な態勢整備や訓練などに、関係省庁と連携しながら取り組
んでいる。

同志国などとの連携 第3章
P.360

トルコにおける地震災害に伴う国際緊急援助活動において 
インジルリク空軍基地（トルコ）で物資を下すB-777特別輸送機

日豪防衛相会談（2022年12月）

PSI訓練における各国及び関係機関代表者とのディスカッション（2022年8月）
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防衛生産・技術基盤の強化防衛生産・技術基盤の強化�� P.411

科学技術が急速に進展し、各国は将来の戦闘様相を一変させる、い
わゆるゲーム・チェンジャーとなり得る先端技術の開発を行ってい
る。また、人工知能（AI）をはじめとする新たな技術の進展により、戦
闘様相が陸・海・空領域のみならず、宇宙・サイバー・電磁波領域や
人の認知領域にまで広がっている。こうした変化を捉え、各国は技術
的優越を確保するため研究開発にも積極的に取り組んでいる。一方、
わが国の防衛生産・技術基盤は、サプライチェーン・リスクや相次ぐ
撤退など課題が山積みであり、厳しい状況に晒されている。こうした
状況を踏まえ、防衛戦略において、防衛生産・技術基盤は、自国での
装備品の研究開発・生産・調達を安定的に確保し、新しい戦い方に必
要な先端技術を防衛装備品に取り込むために不可欠な基盤であるこ
とから、いわば防衛力そのものと位置付けられるものであり、その強
化に取り組んでいくこととしている。
また、新しい戦い方に必要な装備品を取得するためには、わが国が

有する技術をいかに活用していくかが極めて重要である。わが国の
高い技術力を基盤とした、科学技術とイノベーションの創出は、経済
的・社会的発展をもたらす源泉であり、わが国の安全保障にかかわる
総合的な国力の主要な要素である。また、わが国の官民の技術力を、
従来の考え方にとらわれず、安全保障分野に積極的に活用していくこ
とは、わが国の防衛体制の強化に不可欠な活動である。わが国の官民
における科学技術の研究開発の成果を、防衛装備品の研究開発などに
積極的に活用していくことで、国家としての技術的優越の確保に戦略
的に取り組んでいくことが重要である。そのため、わが国として重視
すべき技術分野について国内における研究開発をさらに推進し、技術
基盤を育成・強化する必要がある。

防衛装備移転の推進防衛装備移転の推進�� P.424

防衛装備品の海外への移転は、特にインド太平洋地域における平和
と安定のために、力による一方的な現状変更を抑止し、わが国にとっ
て望ましい安全保障環境を創出するなど重要な政策的手段となる。安
全保障上意義が高い防衛装備移転や国際共同開発を幅広い分野で円
滑に行うため、防衛装備移転三原則や運用指針をはじめとする制度の
見直しを検討する。また、防衛装備移転を円滑に進めるため、基金を
造成し、必要に応じた企業支援を行うことなどにより、官民一体とな
り防衛装備移転を進めていくこととしている。

共通基盤などの強化

いわば防衛力そのものとしての防衛生産・技術基盤の強化など 第1章
P.411

Ⅳ第 部

日英伊で共同開発する次期戦闘機のイメージ

12式地対艦誘導弾（能力向上型）
【三菱重工業（株）名古屋誘導推進システム製作所より提供】

長期運用型UUV

フィリピン空軍の要員に対する受託教育
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人的基盤の強化人的基盤の強化�� P.439

防衛力の中核は自衛隊員である。全ての隊員が高い士気
と誇りを持ち、個々の能力を発揮できるよう環境を整備す
べく、人的基盤の強化を進めていく。
少子化による募集対象者人口の減少という厳しい採用

環境の中にあっても、優秀な人材を安定的に確保すべく募
集活動に取り組むほか、民間人材の活用を図るため中途採
用も強化している。予備自衛官などに関しても、専門的な
技能を持つ人材の活用などに取り組んでいる。
また、隊員の生活・勤務環境の改善、給与面の処遇の向

上、再就職支援、栄典・礼遇に関する施策の推進、家族支
援施策などにも取り組んでいく。

ハラスメントへの対応ハラスメントへの対応�� P.450

2022年9月、元陸上自衛官が現役時に、セクシュアル・
ハラスメントの被害を受けていたことが調査の結果、確認
された。被害を訴えたにもかかわらず適切に対応がなされ
なかった極めて深刻な事案である。
また、相談件数が増加の一途をたどっているなどの現状

を踏まえ、防衛大臣は、全自衛隊を対象とした特別防衛監
察の実施やハラスメント対策の抜本的見直しのための有
識者会議の設置を指示した。
この有識者会議の検討結果を踏まえ新たな対策を確立

し、ハラスメントを一切許容しない組織環境の構築に取り
組んでいく。

ワークライフバランスと女性活躍ワークライフバランスと女性活躍�� P.453

各種事態に持続的に対応できる態勢を確保するため、職
員が心身ともに健全な状態で、かつ、高い士気を保って、
その能力を十分に発揮できる環境を整える必要がある。
このため、長時間労働是正のための働き方改革や、テレ

ワークなどを活用した、働く時間と場所の柔軟化を取り入
れている。
また、女性自衛官の配置制限を解除するなど、意欲と能

力のある女性職員の活躍推進に取り組んでいる。

防衛力の中核である自衛隊員の能力を発揮するための基盤の強化など 第2章
P.439

防衛省ハラスメント防止対策有識者会議

地方協力本部による募集活動（合同企業説明会）

幅広い職域で活躍する女性自衛官
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自衛隊は、わが国を防衛するという厳しい任務を果たすため、平素から統合訓練や陸・海・空自衛隊による各種訓練などを
実施している。その内容は従来の領域にとどまらず、宇宙・サイバー・電磁波を含む新領域にも及んでいる。これらの領域をう
まく活用し、防衛力を高めるべく、領域横断作戦能力の向上を図っている。
また、日米同盟の抑止力・対処力を強化するため、各自衛隊は、各軍種間での共同訓練や日米共同統合演習を実施するととも

に、その内容を年々深化させている。
さらに、「自由で開かれたインド太平洋」（FOIP）というビジョンに基づき、多角的・多層的な安全保障協力を戦略的に推進

するため、広くインド太平洋地域における同盟国、同志国などとの共同訓練・演習に積極的に取り組んでいる。

訓練・演習に関する諸施策 第3章
P.462

隊員の命を救う衛生組織隊員の命を救う衛生組織�� P.457

防衛戦略は、自衛隊衛生について、持続性・強靱性の観点か
ら、隊員の生命・身体を救う組織に変革することとしている。
特に、負傷した隊員の救命率を向上させるため、第一線から

後送先病院までのシームレスな医療・後送態勢を確立する必要
がある。
さらに、防衛医科大学校での戦傷医療についての教育研究の

強化を進めるとともに、医官及び看護官の臨床経験をより充実
させるために必要な運営改善を進める。

政策立案機能の強化政策立案機能の強化�� P.460

厳しい戦略環境に対応するためには、戦略的・機動的な防衛
政策の企画立案が必要とされている。このため、関係省庁や民
間の研究機関、防衛産業を中心とした、企業との連携強化に取
り組んでいる。また、防衛研究所を中心として、研究体制を見直
し・強化し、知的基盤の強化を推進している。

共通基盤などの強化Ⅳ第 部

沖縄の医療拠点 
への患者搬送訓練

海上から水陸両用車による上陸訓練（キーン・ソード23）

国内初の政策 
シミュレーション 

国際会議

離島に展開する日米の長射程火器（オリエント・シールド22）
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地域社会との調和にかかる施策地域社会との調和にかかる施策�� P.472

防衛省・自衛隊の様々な活動は、国民一人一人、そして、地方公共
団体などの理解と協力があってはじめて可能となる。こうした考えの
もと、今後とも防衛省・自衛隊は、地域社会・国民と自衛隊相互の信
頼をより一層深めていくために必要な各種施策を推進していく。

気候変動・環境問題への対応気候変動・環境問題への対応�� P.479

気候変動の問題は、将来のエネルギーシフトへの対応を含め、今
後、防衛省・自衛隊の運用や各種計画、施設、防衛装備品、さらにわ
が国を取り巻く安全保障環境により一層の影響をもたらすことは必
須である。防衛省・自衛隊は、従前から環境関連法令を遵守し、環境
保全の徹底や環境負荷の低減に努めてきたところ、2022年8月には、
防衛省として気候変動に戦略的に取り組むべき施策を取りまとめた
「防衛省気候変動対処戦略」を策定した。今後は本戦略に基づき気候
変動の影響に対する具体的取組を進めていく。

情報発信や公文書管理・情報公開情報発信や公文書管理・情報公開�� P.483

国民や諸外国の信頼と協力を得るため、防衛省・自衛隊の活動につい
て、分かりやすい広報活動を様々な方法で、より積極的に行っていく。

地域社会や環境との共生に関する取組 第4章
P.472

加えて、近年は、インド太平洋地域の沿岸国のみならず、域外の同志国などとの共同訓練・演習を積極的に推進し、各国との
相互運用性の向上や他国との関係強化などを図っている。
厳しさを増す安全保障環境において、わが国の平和と独立を守り抜くためには、現状に満足することなく、自らがより精強に

なるとともに、同盟国・同志国などとの連携能力を向上させる必要がある。このため、自衛隊は訓練・演習を通じたさらなる抑
止力・対処力の獲得に努めている。

令和4年（2022）度国際観艦式と同時期に実施された「フリートウィーク」
における艦艇一般公開

騒音防止工事の助成（北海道川上郡標
しべ

茶
ちゃ

町標
しべ

茶
ちゃ

中学校）

豪海軍補給艦との洋上給油訓練（日米豪共同訓練） 日本上空でのドイツとの共同訓練（日独共同訓練）
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階級	 氏名
❶勤務先
❷職種・職域

航空 事務官
等海上陸上

ウクライナ
3等空佐	 八

や ぎ

木	洋
ひ ろ の り

徳
❶ 	第3輸送航空隊第403飛行隊	
（美保基地）
❷ 	操縦

C-2輸送機による 
ウクライナ支援のための
物資提供にかかる空輸

私は、空自の輸送機操縦者として勤務しています。2022年
3月、ウクライナを支援するため、防弾チョッキなどの物資提
供にかかる空輸に従事しました。様々な国を経由しましたが、
各国との複雑な調整を経てポーランドで物資を引継ぎ、その
際に頂いた大使館関係者の感謝の言葉に、我々の活動が危機
に直面している人々の支えとなっていることを実感しまし
た。日本人として、また自衛官として、誇りを感じました。

国際社会が不安定な中、自衛隊の活動の必要性が高まって
います。いざという時に備えて訓練に励み、我々に与えられる
任務を完遂したいと思います。

C-2輸送機への物資搭載の様子

C-2輸送機と著者

ロシア（モスクワ）
1等陸佐	 吉

よ し だ

田	賢
け ん す け

輔
❶在ロシア日本国大使館
❷情報科

情報戦の最前線で
私が着任して約8か月後の昨年

2月末、ロシアによるウクライナ
侵攻が始まりました。侵攻前から
現在に至るまで真偽不明の情報が多数飛び交い、まさに情報
戦の最前線にいることを実感する毎日です。そんな中、これ
まで自衛隊で培ってきた軍事に関する専門知識を総動員さ
せ、自分たちにしかできないことは何なのかという視点を常
に持ち、日々業務にあたっています。特に当地の武官団には、
世界各国から200名以上の武官が集まってきており、各国・
各人が持つそれぞれの視点からの意見を聞けることは大変
貴重だと感じています。わが国の情報活動に少しでも貢献で
きるよう、引き続き尽力したいと思います。

在露日本大使館での
天皇誕生日レセプション

露軍演習視察

オーストラリア
1等空尉	 桐

き り ゅ う

生	顕
あ き ひ ろ

大
❶ 	第7航空団飛行群第3飛行隊	
（百里基地）
❷ 	操縦

ピッチ・ブラック22に参加して
私はF2戦闘機操縦者として、オースト

ラリアにて開催されたピッチ・ブラック
22に参加しました。

訓練では、ドッグファイトと呼ばれる対戦闘機戦闘をはじめ、様々な
ミッションを豪空軍、米軍その他参加国の戦闘機部隊と共に行いました。
会話は全て英語で行いましたが、一言に英語といっても国ごとに発音は
異なり、うまく通じない場面においては、互いに身振り手振りによるボ
ディランゲージを用いて、言語の壁を乗り越えました。

厳しい訓練を共に乗り越えて得た信頼関係は、今後の諸外国との円滑
な連携への糧になると確信しております。

訓練オープニングセレモニーにて

航空機に乗り込む本人

世界編活躍する自衛隊員

※階級、勤務先は2023年3月31日現在のもの
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※地図などについてはイメージ

カナダ（オタワ）
一等書記官	木

き む ら

村	泰
や す ゆ き

之
❶在カナダ日本国大使館
❷事務官

私は、防衛省から外務省に出向し、在カナダ日
本国大使館の政務班で、安全保障・防衛や軍備
管理・軍縮を担当しています。カナダ政府との
交渉や協議に関する調整、情報収集、有識者との意見交換、日本からの要人対応の
支援など、多岐に渡る業務を行っています。

カナダはG7の1国で大西洋・太平洋・北極海と3つの海洋に面し多様な人々か
ら構成される自然豊かな広大な国ですが、昨年カナダのインド太平洋戦略がとり
まとめられ、わが国とますます連携する機会が増えています。その最前線でカナダ
の同僚の人達と共により良い安全保障の確保を目指して邁進しています。

有識者との意見交換（左が筆者）

レセプションで加海軍日本担当と懇談

アメリカ（カリフォルニア州）
3等海佐	 伊

い と う

藤	優
ゆ う き

生
❶米海軍大学院大学（海上自衛隊幹部学校所属）
❷情報

米海軍大学院大学 
（Naval Postgraduate School） 
情報戦課程の留学

私は、2022年6月から2年間、カリフォル
ニア州に所在するアメリカ海軍大学院大学
において情報戦工学修士取得を目指して勉強しています。本校は「科学と兵術が合
わさる場所」を標榜し、戦略から戦い方、装備技術などを学術的に研究し、また科
学的知見に基づく判断力を持った士官などを養成している大学院です。私はここ
で米軍士官と共に情報戦に関する技術、理論及び運用手法を学際的に学んでいま
す。情報戦は安定した安全保障環境を維持するうえで必須の業務であり、帰国後は
わが国の情報戦関連業務などに貢献したいと考えています。

同期学生との集合写真（筆者右から3人目）

授業において意見を述べる筆者

シンガポール
2等海佐	 椛

か ば さ わ

澤	祐
ゆ う い ち

一
❶ 	米海軍第73任務部隊	
（西太平洋兵站群）
❷経補

米海軍第73任務部隊での勤務
シンガポールはインド洋と太平洋とを結ぶマラッ

カ・シンガポール海峡とも面しており、地域の安定と
わが国のシーレーンの安定のためにも重要な地域で
す。私は、シンガポールにおいて、ロジスティクスを所
掌する米海軍第73任務部隊の連絡官として勤務して
います。主な業務は、日米補給艦などの行動計画の確
認及び提供であり、西太平洋における海自艦艇などと
米軍との補給支援などの調整などを行っています。

現場調整などの実務を行うことで日米共同後方の
深化に携わることができるのは貴重な機会であり、
この経験を今後も活かしたいと思っています。

勤務場所で撮影する筆者

アメリカ（ニューヨーク州）
2等陸佐	 荒

あ ら き

木	順
じ ゅ ん こ

子
❶国際連合本部
❷高射特科

国連本部で世界の平和と安全をサポート
私は2022年7月からニューヨークの国連本部

で軍事計画官として勤務しており、UNMISS※主
担当としてマンデート遂行に必要な軍の定員、編成、装備及び部隊運用にかかる業
務に従事しています。他にも副軍事顧問のコソボ、スーダン及び南スーダンへの現
場視察に随行し、国連PKOの現場の状況をつぶさに確認しました。

紛争形態の変化や様々な脅威の存在により、現在のPKOの任務は多機能にわた
り、現場はより複雑かつ困難な環境に置かれています。また、限られた予算の中で
国際の平和と安全を維持することは簡単なことではありませんが、世界の国連加
盟国の同僚とともに、引き続き要員の安全性向上を含むPKOの質的向上に取り組
んでまいります。
※UNMISS：United Nations Mission in South Sudan（国連南スーダン共和国ミッション）

副軍事顧問オブライエン少将と
の出張（南スーダン）

国連本部ビル前にて
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国内編活躍する自衛隊員

沖縄県（那覇市）
3等陸曹	 澤

さ わ だ

田	海
か い と

人
❶ 	第15旅団第15ヘリコプター隊第1飛行隊	
（那覇駐屯地）
❷航空科

離島からの緊急患者空輸
私は、航空機整備陸曹として陸自第15ヘリコ

プター隊第1飛行隊（那覇）で勤務しています。
第15ヘリコプター隊は、沖縄県及び鹿児島県の一部地域における離島からの緊

急患者空輸に365日24時間態勢で待機しています。
私は、多用途ヘリコプターUH-60JAの整備担当者として、航空機を良好な状態

に維持・管理しつつ、緊急患者空輸の搭乗員として患者さんの搬送支援などに従
事しています。乗組員と連携して無事任務を遂行し、御家族の安堵した表情や感謝
の言葉を受けると「次も安全に頑張ろう」と意欲が湧いてきます。

これからも国民の皆様へ少しでも多く貢献できるように日々精進し、任務に邁
進していきます。

救急隊への引継ぎ

患者搭載準備

宮崎県（新富町）
空士長	 斉

さ い と う

藤	杏
あ ん な

奈
❶ 	第5航空団飛行群第305飛行隊	
（新田原基地）
❷ 	航空機整備

フィリピン空軍との 
部隊間交流に参加して

私は、幼い頃から憧れてい
た航空機整備員としてF-15
戦闘機を整備しており、主に
飛行訓練や対領空侵犯措置任
務に係る整備支援を行ってい
ます。

昨年12月に空自初となる
フィリピンとの戦闘機による
部隊間交流に参加しました。日本の戦闘機が初めてクラーク空
軍基地に着陸し注目される中での着陸後の航空機の誘導はとて
も緊張しました。私自身初となる海外での活動であり、日本と
フィリピンの部隊間交流に直接貢献することができ、非常にや
りがいと誇りを感じました。

これからも自らの幅を広げ、自分らしく自衛官として任務に
邁進していきます。

フィリピン空軍戦闘機の前で両国の
整備員との1コマ：前列左端が筆者

F-15戦闘機の前での1コマ

長崎県（佐世保市）
2等海曹	 福

ふ く だ

田	真
ま り

理
❶佐世保弾薬整備補給所
❷魚雷員

弾薬整備で活躍する隊員
私は、佐世保弾薬整備補給所の

整備第1部魚雷整備科にて勤務
しており、護衛艦が搭載する魚雷
投射ロケットの分解、試験、組立
などの整備、これら弾薬の品質管理、整備で使用するチェックリスト
の改善などの業務を行っています。

弾薬は厳密な品質管理が必要ですので、甲種火薬類取扱保安責任者
などの必要な資格を取ったうえで、不良品などの異状がないかを確認
するなど、常に細心の注意を払い、万全の状態に整備することに責任
の重さを感じていますが、護衛艦部隊などが不安なく活動ができるよ
う、日々誇りとやりがいをもって勤務に取り組んでいます。

フォークリフトでの搬出入作業の様子

魚雷投射ロケットの整備中

階級	 氏名
❶勤務先
❷職種・職域

航空 事務官
等海上陸上

※階級、勤務先は2023年3月31日現在のもの
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※地図などについてはイメージ

東京都（新宿区）
研究幹事	兵

ひょうどう

頭	慎
し ん じ

治
❶防衛研究所（市ヶ谷）
❷防衛教官

ロシアによるウクライナ侵攻で 
注目された防衛研究所

ロシアによるウクライナ侵攻により、議員説
明などの要請が相次ぎ、ロシア研究者としての
研究成果を、タイムリーに発信することが求められるようになりました。防研の役
割として、政策に資する研究、幹部自衛官などへの教育、信頼醸成に寄与する国際
交流に加えて、一般国民の皆さんへの情報発信があります。連日の戦争報道を受け
て防衛問題に対する関心が高まるなか、一般の方々が抱く疑問に対し、これまでの
研究成果を還元する形で可能な限り答えていくこととしています。防研の研究者
一人一人が積み重ねてきた自己研鑽の内容が問われています。

講演（防衛セミナー）の様子

執務室にて

青森県（三沢市）
2等空曹	 佐

さ さ き

々木	修
しゅうへい

平
❶第3航空団基地業務群管理隊（三沢基地）
❷警備

警備犬と任務に臨む者「ハンドラー」として
私は基地の警備を担当する警備職として、警備犬

を扱う任務に従事しています。任務内容は飼育管理
をはじめ、基地の警備における爆発物探知や災害発
生時における行方不明者捜索など、多岐に渡ります。警備犬にも様々な感情や性格
があるため、各警備犬に合った訓練の実施は極めて難しいですが、とてもやりがい
のある仕事です。年々警備犬の活躍の場が増えているため、国民の負託に応えられ
るように日々精進するとともに、任務に邁進していく所存です。

今後、一緒に基地の警備や災害派遣活動に従事してくれるハンドラーの仲間が
増えることを楽しみにしています。

捜索訓練

警備犬の手入れ

京都府（京都市）
陸曹長	 柴

し ば た

田	博
ひ ろ の り

紀
❶ 	中部方面後方支援隊第103不発弾処理隊	
（桂駐屯地）
❷武器科

不発弾処理隊員の仕事
私は中部方面管内全域の不発弾

処理任務を有する第103不発弾処
理隊において勤務しています。

不発弾処理で最も危険かつ難しい工程は、起爆装置である信管を取り
外す「安全化」です。令和4年度は、この作業を愛知県名古屋市で発見さ
れた米国製2,000lb（1t）普通爆弾など合計6回実施しました。「安全化」
は避難や各種規制など、住民に及ぼす影響が極めて大きいため、多大な
精神的重圧がかかる反面、直接、民生の安定に寄与していると実感でき
る、やりがいのある仕事です。

これからも更に「技」を極め、「安全・確実」をモットーに不発弾処理
にあたっていきます。

安全化した爆弾を車両に積載する筆者

爆弾の安全化準備をする筆者

東京都（千代田区）
2等海佐	 東

ひがしかわ

川	哲
て つ や

也
❶内閣府
❷水上艦艇

経済安全保障への貢献に向けて
内閣府政策統括官（経済安全保障担当）は、令和4年5月に成

立したいわゆる「経済安全保障推進法」の施行にあたり、法律
に基づく事務を担当する組織として設置されています。具体
的には、同法の着実な執行のため、①重要物資の安定的な供給
の確保、②基幹インフラ役務の安定的な提供の確保、③先端的
な重要技術の開発支援、④特許出願の非公開、の4つの制度の
事務を行っています。

ここでの業務は私にとって未知の世界であったため、毎日
が新たな発見の連続で、来る日も来る日も四苦八苦していま
すが、政府の取組に少しでも貢献できるよう、これからも尽力
していきます。

会議を進行する筆者
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	 11	 グローバルな安全保障環境
現在の安全保障環境の特徴として、第一に、情報化社

会の進展や国際貿易の拡大などに伴い、国家間の経済や
文化をめぐる関係が一層拡大・深化する一方、普遍的価
値やそれに基づく政治・経済体制を共有しない国家が勢
力を拡大している。また、力による一方的な現状変更や
その試みは、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序
に対する深刻な挑戦であり、ロシアによるウクライナ侵
略は、最も苛烈な形でこれを顕在化させている。国際社
会は戦後最大の試練の時を迎え、新たな危機の時代に突
入しつつある。また、グローバルなパワーバランスが大
きく変化し、政治・経済・軍事などにわたる国家間の競
争が顕在化している。特に、中国と米国の国家間競争は、
様々な分野で今後も激しさを増していくと思われる。

第二に、科学技術の急速な進展が安全保障のあり方を
根本的に変化させ、各国は将来の戦闘様相を一変させ
る、いわゆるゲーム・チェンジャーとなりうる先端技術
の開発を行っており、従来の軍隊の構造や戦い方に根本
的な変化が生じている。また、一部の国家が、他国の民
間企業や大学などが開発した先端技術に関する情報を不
法に窃取したうえで、自国の軍事目的に活用している。

第三に、サイバー領域などにおけるリスクの深刻化、
偽情報の拡散を含む情報戦の展開、気候変動などのグ
ローバルな安全保障上の課題も存在する。

まず、サイバー空間、海洋、宇宙空間、電磁波領域など

において、自由なアクセスやその活用を妨げるリスクが
深刻化している。特に、相対的に露見するリスクが低く、
攻撃者側が優位にあるサイバー攻撃の脅威は急速に高
まっている。サイバー攻撃による重要インフラの機能停
止や破壊、他国の選挙への干渉、身代金の要求、機微情
報の窃取などは、国家を背景とした形でも平素から行わ
れている。そして、武力攻撃の前から偽情報の拡散など
を通じた情報戦が展開されるなど、軍事目的遂行のため
に軍事的な手段と非軍事的な手段を組み合わせるハイブ
リッド戦が、今後さらに洗練された形で実施される可能
性が高い。

さらに、サプライチェーンの脆弱性、重要インフラへ
の脅威の増大、先端技術をめぐる主導権争いなど、従来
必ずしも安全保障の対象と認識されていなかった課題へ
の対応も、安全保障上の主要な課題となってきている。そ
の結果、安全保障の対象が経済分野にまで拡大し、安全
保障の確保のために経済的手段が一層必要とされている。

一方、国際社会におけるパワーバランスの変化や価値
観の多様化により、国際社会全体の統治構造において強
力な指導力が失われつつある。その結果、気候変動、自
由貿易、軍備管理・軍縮・不拡散、テロ、感染症対策を
含む国際保健、食料、エネルギーなどの国際社会共通の
課題への対応において、国際社会が団結しづらくなって
いる。

概観第1章

「グレーゾーン事態」と「ハイブリッド戦」 とは
いわゆる「グレーゾーン事態」とは、純然たる平時でも有事でもない幅広い状況を端的に表現したものです。
例えば、国家間において、領土、主権、海洋を含む経済権益などについて主張の対立があり、少なくとも一方の当事者が、武力攻撃に当

たらない範囲で、実力組織などを用いて、問題にかかわる地域において頻繁にプレゼンスを示すことなどにより、現状の変更を試み、自国
の主張・要求の受入れを強要しようとする行為が行われる状況をいいます。

いわゆる「ハイブリッド戦」は、軍事と非軍事の境界を意図的に曖昧にした手法であり、このような手法は、相手方に軍事面にとどまら
ない複雑な対応を強いることになります。例えば、国籍を隠した不明部隊を用いた作戦、サイバー攻撃による通信・重要インフラの妨害、
インターネットやメディアを通じた偽情報の流布などによる影響工作を複合的に用いた手法が、「ハイブリッド戦」に該当すると考えてい
ます。このような手法は、外形上、「武力の行使」と明確には認定しがたい手段をとることにより、軍の初動対応を遅らせるなど相手方の対
応を困難なものにするとともに、自国の関与を否定するねらいがあるとの指摘もあります。

KEY WORD
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	 22	 インド太平洋地域における安全保障環境
このようなグローバルな安全保障環境と課題は、わが

国が位置するインド太平洋地域で特に際立っており、将
来、さらに深刻さを増す可能性がある。インド太平洋地域
は、世界人口の半数以上を擁する世界の活力の中核であ
り、太平洋とインド洋の交わりによるダイナミズムは世
界経済の成長エンジンとなっている。この地域にあるわ
が国は、その恩恵を受けやすい位置にある。同時に、イン
ド太平洋地域は安全保障上の課題が多い地域でもある。
例えば、核兵器を含む大規模な軍事力を有し、普遍的価
値やそれに基づく政治・経済体制を共有しない国家や地
域が複数存在する。さらには、歴史的な経緯を背景とす
る外交関係などが複雑に絡み合っている。わが国につい
て言えば、わが国固有の領土である北方領土や竹島の領
土問題が依然として未解決のまま存在している。また、

東シナ海、南シナ海などにおける、力による一方的な現
状変更及びその試み、海賊、テロ、大量破壊兵器の拡散、
自然災害などの様々な種類と烈度の脅威や課題が存在す
る。

わが国周辺では、核・ミサイル戦力を含む軍備増強が
急速に進展し、力による一方的な現状変更の圧力が高
まっている。そして、領域をめぐるグレーゾーン事態、
民間の重要インフラなどへの国境を越えたサイバー攻
撃、偽情報の拡散などを通じた情報戦などが恒常的に生
起し、有事と平時の境目はますます曖昧になってきてい
る。さらに、国家安全保障の対象は、経済、技術など、こ
れまで非軍事的とされてきた分野にまで拡大し、軍事と
非軍事の分野の境目も曖昧になっている。

資料：最近の国際軍事情勢
URL：https://www.mod.go.jp/j/surround/index.html
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図表Ⅰ-1-1 わが国周辺の安全保障環境など

ロシア

米国
中国

インド

フランス

英国

北朝鮮

韓国

ドイツ

イタリア

イラン

イスラエル

わが国の周辺は大規模な軍事力が集中

（万人）

凡例
陸上兵力 海上兵力

（万トン）

航空兵力

（機）

日本

オーストラリア

220748
240216

ウクライナ
90

63

3803811

270269
360
213

320
24

50

140183

910

46

124

1,430
21062

550
10

110

3705214

660

29

42

3,480
720

64

3,190

232

97

主要国・地域の兵力一覧（概数）
陸上兵力（万人） 海上兵力（万トン（隻数）） 航空兵力（機数）

1 インド 124 1 米　国 720（970） 1 米　国 3,480
2 北朝鮮 110 2 中　国 232（720） 2 中　国 3,190
3 中　国 97 3 ロシア 210（1,170） 3 ロシア 1,430
4 米　国 64 4 英　国 74（150） 4 インド 910
5 ウクライナ 63 5 インド 46（330） 5 韓　国 660
6 ロシア 62 6 フランス 38（320） 6 北朝鮮 550
7 パキスタン 56 7 韓　国 29（230） 7 エジプト 530
8 イラン 50 8 イタリア 26（170） 8 台　湾 510
9 韓　国 42 9 トルコ 24（220） 9 サウジアラビア 470
10 ベトナム 41 10 イラン 24（550） 10 パキスタン 460
― 日　本 14 ― 日　本 52（138） ― 日　本 370

（注1） 陸上兵力は「ミリタリー・バランス2023」上のArmyの兵力数を基本的に記載＊、海上兵力は「Jane’s Fighting Ships 2022-2023」を基に艦艇のトン
数を防衛省で集計、航空兵力は「ミリタリー・バランス2023」を基に防衛省で爆撃機、戦闘機、攻撃機、偵察機などの作戦機数を集計

（注2） 日本は、令和4（2022）年度末における各自衛隊の実勢力を示し、作戦機数（航空兵力）は航空自衛隊の作戦機（輸送機を除く）及び海上自衛隊の作戦機（固
定翼のみ）の合計

＊ 万人未満で四捨五入。米国は陸軍46万人のほか海兵隊17万人を含む。ロシアは地上軍55万人のほか、空挺部隊4万人及びロシアが自国軍への「編入」を発表したウクライナ東部の「分離派勢力」部
隊3万人を含む。ウクライナは地上軍25万人のほか、空挺部隊3万人及び予備役を主体とする地域防衛部隊35万人を含む。イランは陸軍35万人のほか、革命ガード地上部隊の15万人を含む。
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わが国周辺の安全保障環境

中国による軍事力の
広範かつ急速な変化

ロシアは活発な活動を継続中露の示威活動

北朝鮮の核・ミサイル開発

（注）中国の「近代的駆逐艦・フリゲート」についてはレンハイ・ルフ・ルーハイ・ソブレメンヌイ・ルーヤン・ルージョウの各級駆逐艦及びジャンウェイ・
ジャンカイの各級フリゲートの総隻数。このほか、中国は61隻（23年）のジャンダオ級小型フリゲートを保有

15

88

0
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90

2001 2023

近代的駆逐艦・フリゲート

〇インド太平洋地域は、安全保障上の課題が多い地域
　・核兵器を含む大規模な軍事力を有し、普遍的価値やそれに基づく政治・経済体制を共有しない国家

や地域が複数存在
　・歴史的な経緯を背景とする外交関係などが複雑に絡み合う地域
　・東シナ海、南シナ海などにおける、力による一方的な現状変更及びその試み、海賊、テロ、大量破壊兵

器の拡散、自然災害などの様々な種類と烈度の脅威や課題が存在

約5.9倍

新型の装備を極東にも配備

地対艦ミサイルシステム
「バスチオン」
2022年、千島列島の幌
筵島に新たに配備

（隻）

わが国周辺では、軍事力の強化・軍事活動の
活発化の傾向が顕著

90

1,500

0
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800

1,000
1,200
1,400
1,600

2001 2023

第4・5世代戦闘機
約16.7倍

（機）

（年） （年）

・06年に初めて核
実験強行。以降、
計6回の核実験

・長射程化や変則
軌道での飛翔な
ど、ミサイル技術
を高度化

ステレグシチーⅡ級
フリゲート
2020年、太平洋艦隊に配
属

【ロシア国防省】

【ロシア国防省】

・2017年に核武力の完成を主張
・引き続き核を含む各種兵器の計画
的な開発を継続

共同航行 共同飛行

【朝鮮通信】 【AFP=時事】
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図表Ⅰ-1-2 わが国周辺における主な兵力の状況（概数）

極東ロシア
320機

4,477（※）
3,708

（※）ロシア全体での保有数

250隻 67万t8万人（33）

3,190機

350

720隻 232万t

海兵隊 4万人（8）
97万人（219）

中国 550機790隻 10万t

北朝鮮

110万人（35）

660機

230隻 29万t

42万人（52）
海兵隊 2.9万人（4）

韓国

80機
2万人（5）

在韓米軍

米国

370機

138隻 52万t

14万人（15）

日本

130機
2万人（1）

在日米軍

50機（艦載）

30隻 44万t

米第7艦隊

510機

250隻 21万t

9.4万人（8）
海兵隊 1万人（2）

台湾

（注）　１　資料は、米国防省公表資料、「ミリタリー・バランス（2023）」、「SIPRI Yearbook 2022」などによる。
　　　２　日本については令和4年度末における各自衛隊の実勢力を示し、作戦機数は航空自衛隊の作戦機（輸送機を除く）及

び海上自衛隊の作戦機（固定翼のみ）の合計である。
　　　３　在日・在韓駐留米軍の陸上兵力は、陸軍及び海兵隊の総数を示す。
　　　４　作戦機については、海軍及び海兵隊機を含む。
　　　５　（　）内は、師団、旅団などの基幹部隊の数の合計。北朝鮮については師団のみ。
　　　６　米第7艦隊については、日本及びグアムに前方展開している兵力を示す。
　　　７　在日米軍及び米第7艦隊の作戦機数については戦闘機のみ。

凡例
陸上兵力

（20万人）
艦艇

（20万t）
作戦機

（500機）
核弾頭数

（500）

（※）SIPRI Yearbook 2022によれば、北朝鮮は約20発（全体としては
45 ～ 55発分の核弾頭を生産するだけの核分裂性物質を貯蔵）の核
弾頭を保有しているとされている。

500km
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近年、わが国周辺では、質・量ともにミサイル戦力
が著しく増強されるとともに、ミサイルの発射も繰り
返されており、わが国へのミサイル攻撃が現実の脅威
となっています。

周辺国などは、発射台付き車両（T
Transporter Erector Launcher

EL）や潜水艦と
いった様々なプラットフォームからミサイルを発射す
ることなどにより発射の秘匿性や即時性を向上させて
いるほか、精密打撃能力も向上させています。さらに、
大気圏内を極超音速（マッハ5以上）で滑空飛翔・機
動し、目標へ到達するとされる極超音速滑空兵器

（H
Hypersonic Glide Vehicle

GV）や、極超音速飛翔を可能とするスクラム
ジェットエンジンなどの技術を使用した極超音速巡航
ミサイル（H

Hypersonic Cruise Missile
CM）といった極超音速兵器、低空を変則

的な軌道で飛翔するミサイルなどの開発・配備も進ん
でいます。例えば中国は、HGVを搭載可能な弾道ミサ
イルとされる準中距離弾道ミサイル「DF-17」の運用
を既に開始したと指摘されているほか、2022年には
HGVを搭載したICBMの軌道打ち上げを実施したと
されています。また北朝鮮についても、「極超音速滑空
飛行弾頭」の実現を優先課題の一つに挙げるとともに、
低空を変則軌道で飛翔する弾道ミサイルの発射を繰り
返しています。さらに、ロシアについても、ウクライ
ナ侵略において用いられている短距離弾道ミサイル

「イスカンデルM」は低空を変則的な軌道で飛翔可能
とされているほか、HGV「アヴァンガルド」やHCM

「ツィルコン」の配備を進めています。こういった極超
音速兵器や低空を変則的な軌道で飛翔するミサイル
は、通常の弾道ミサイルよりも低い高度で飛翔するこ
とからレーダーによる探知が遅くなるほか、機動によ
り軌道予測や着弾位置の予想が難しいとされており、
ミサイル防衛網の突破を企図している可能性がありま
す（右図参照）。

さらに、周辺国などは、前述のようなミサイル関連
技術の向上だけではなく、実戦的なミサイル運用能力
の向上も行っています。米国とロシア間の中距離核戦
力（INF）全廃条約の枠組みの外に置かれてきており、
同条約が規制していた射程500～5,500kmの地上発
射型ミサイルを多数保有している中国は、2021年に
約135発もの弾道ミサイルを試験や訓練のために発

射し、これは世界のその他で発射された分を合わせた
ものよりも多かった旨が指摘されています。1 また
2022年8月には台湾周辺で訓練を実施し、わが国の
排他的経済水域（EEZ）内への5発の着弾を含む9発
の弾道ミサイルの発射を行い、このことは地域住民に
脅威と受け止められました。近年、かつてない高い頻
度で、新たな態様での弾道ミサイルの発射を繰り返し
ている北朝鮮は、複数発の同時発射や、極めて短い間
隔での連続発射、特定目標に向けた異なる地点からの
発射などを実施してきており、飽和攻撃といった実戦
的なミサイル運用能力の向上を企図している可能性が
あります。また、ロシアはウクライナ侵略において、
多数のミサイルをウクライナ全土に撃ち込んでおり、
弾道ミサイルに限定的な対処能力しか持っていなかっ
たウクライナでは、民間人も含む多くの犠牲者が出て
います。

このような情勢のもと、防衛省はミサイル防衛能力
を質・量ともに不断に強化していくこととしています
が、ミサイル防衛という手段だけに依拠し続けた場
合、今後、この脅威に対し、既存のミサイル防衛網だ
けで完全に対応することは難しくなりつつあります。
このため、相手からミサイルによる攻撃がなされた場
合、ミサイル防衛網により、飛来するミサイルを防ぎ
つつ、やむを得ない必要最小限度の自衛の措置とし
て、反撃能力により相手からのさらなる武力攻撃を防
ぐことになります。
1　 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関

する年次報告」（2022年）による。

HGVの軌道

弾道ミサイルの軌道

レーダー覆域

（イメージ）

探知点

探知点

発射点 着弾点

レーダー見通し線
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HGVの軌道イメージ

わが国周辺におけるミサイル脅威の高まり解 説解 説
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	 11	 全般
ロシアによるウクライナへの侵略は、ウクライナの主

権及び領土一体性を侵害し、武力の行使を禁ずる国際法
と国際連合憲章の深刻な違反である。このような力によ
る一方的な現状変更は、アジアを含む国際秩序全体の根
幹を揺るがすものである。また、ウクライナ各地におい
てロシアによる残虐で非人道的な行為が明らかになって
いるが、多数の無

む
辜
こ

の民間人の殺害は重大な国際人道法
違反、戦争犯罪であり断じて許されない。

第二次世界大戦後の国際秩序においては、力による一
方的な現状変更を認めないとの規範が形成されてきた。
そのような中で、国際の平和及び安全の維持に主要な責
任を負うこととされている国際連合安全保障理事会（国
連安保理）常任理事国の一つであるロシアが、国際法や
国際秩序と相容れない軍事行動を公然と行い、罪のない

人命を奪うとともに、核兵器による威嚇ともとれる言動
を繰り返すという事態は、前代未聞と言えるものである。
このようなロシアの侵略を容認すれば、アジアを含む他
の地域においても力による一方的な現状変更が認められ
るとの誤った含意を与えかねず、わが国を含む国際社会
として、決して許すべきではない。

国際社会は、このようなロシアによる侵略に対して結
束して対応しており、各種の制裁措置などに取り組むと
ともに、ロシア軍の侵略を防ぎ、排除するためのウクラ
イナによる努力を支援するため、戦車や火砲、弾薬と
いった防衛装備品の供与などを続けている。ウクライナ
侵略にかかる今後の展開については、引き続き予断を許
さない状況にあるが、わが国としては、重大な懸念を
持って関連動向を注視していく必要がある。

	 22	 ウクライナ侵略の経過と見通し

1　ロシアによる電撃戦の失敗とウク
ライナによる緒戦防衛の成功

2022年2月24日、ロシアは、ウクライナに対する全
面的な侵略を開始した。しかし、ゼレンスキー・ウクラ
イナ大統領が早くから一貫してキーウに残留する意向を
明確にする中、ウクライナ軍などがキーウ郊外において
ロシア軍の主力部隊の前進を阻止し、迅速なキーウ掌握
を企図していたロシア軍などに多大な損害を与えた。同
年3月末から4月初めにはロシア軍などをキーウ正面か
ら後退させたことで、ロシアが企図していたとみられる
ごく短期間でのゼレンスキー政権の排除は失敗に終わっ
たとの指摘もある。

ウクライナ軍は、同国第二の都市であり、交通の要衝

でもある東部ハルキウの防衛にも成功し、都市の掌握に
失敗したロシア軍は、多連装ロケットなどによる住宅地
の砲撃など、非戦闘員に対する無差別攻撃をさらに強化
した。また、ロシア軍の占領下に置かれた地域において
は、民間人の虐殺など残虐な行為が起こったものと考え
られている。

一方で、ロシアが2014年に違法に「併合」したクリミ
ア半島に隣接するウクライナ南部においては、ロシア軍
は他の地域に比べ迅速に占領地を拡大したものと考えら
れ、2022年3月初旬にはドニプロ川の西岸に位置する
ヘルソン州の州都ヘルソンを占領するとともに、そのさ
らに西に位置するミコライウ州の州都ミコライウ方面に
一時進出したものとみられる。また、同時期にロシア軍
は、アゾフ海北岸のザポリッジャ州南部及びドネツク州

ロシアによる侵略と	
ウクライナによる防衛第2章

資料：ウクライナ関連
URL：https://www.mod.go.jp/j/approach/exchange/ukraine2022.html
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南部においても占領地を拡大し、工業・港湾都市である
マリウポリを包囲するとともに、非戦闘員が残留する同
市への無差別爆撃や砲撃による制圧に着手したものとみ
られる。

2　ロシアによる戦線整理とウクライ
ナによる反転攻勢着手

（1）ロシアによる戦線整理とウクライナ東部及
び南部における占領地の拡大

首都キーウの掌握に失敗したロシア軍は、2022年3月
25日、それまでの軍事行動は「作戦の第一段階」であっ
たとして、今後はウクライナ東部のドネツク州及びルハ
ンスク州の「解放」、すなわち両州における占領地拡大を
作戦の主目標とする旨を発表し、戦線の整理を行った。

ロシア軍は、キーウ方面から後退させた部隊を再編成
の上、ウクライナ東部へ順次投入し、ルハンスク州の臨
時州都であったセベロドネツクとその周辺を同年6月下
旬から7月上旬にかけて占領したとみられている。

ウクライナ南部においては、ロシア軍は、アゾフ海沿
岸におけるウクライナ側の最後の拠点であったドネツク
州南部のマリウポリの制圧に戦力を集中した。同年5月
16日、ウクライナ軍総司令部は、マリウポリのアゾフス
ターリ製鉄所においてロシア軍などの包囲下にあったウ
クライナ軍などの指揮官に対し、将兵の人命を優先する
よう命じた旨発表し、一方で同月20日、ロシア国防省
は、ショイグ国防相がプーチン大統領に対し、同製鉄所
構内のウクライナ軍などが投降し、マリウポリにおける
作戦が完了した旨報告したと発表した。

ロシアは、マリウポリの占領により、アゾフ海沿岸全
域を占領するとともに、ウクライナ南部における占領地
のさらなる拡大を容易にしうる、クリミア半島との陸上
交通路を確保した。

（2）ウクライナの反転攻勢着手
緒戦においてロシア軍によるキーウ、ハルキウなどの

主要都市の制圧を阻止したウクライナ軍は、2022年4
月以降、全正面においてロシア軍への抵抗を継続しつ
つ、反転攻勢に向けた準備攻撃とみられる動きを活発化
させた。

ウクライナ東部においては、同年5月中旬にハルキウ
周辺でウクライナ軍が一部地域を奪還したと報じられた。

ロシア軍が比較的大きな戦果を収めたとみられていた
ウクライナ南部においては、同月13日に国産地対艦ミ
サイル「ネプトゥーン」により、ロシア黒海艦隊の旗艦
であるスラヴァ級ミサイル巡洋艦「モスクワ」を撃沈し
たとされている。同年6月30日、ザルジューニー・ウク
ライナ軍総司令官は、同軍の攻撃により、緒戦において
占領された黒海のズミーニー島からロシア軍を撤退に追
い込んだ旨発表した。

これらのウクライナ軍の攻撃は、ロシア黒海艦隊がウ
クライナ南部に構築していた防空網を破壊し、ロシア航
空戦力の活動を困難にすることで、その後の同地域にお
けるウクライナ軍の反転攻勢を容易にする効果があった
と考えられる。

さらに同年6月下旬以降、ウクライナ軍は、米国から
供 与 さ れ たM142高 機 動 ロ ケ ッ ト 砲 シ ス テ ム

（H
High Mobility Artillery Rocket System

IMARS）を実戦投入したものとみられ、同年7月11
日夜にヘルソン州ノヴァ・カホウカに所在するロシア軍
の燃料・弾薬集積拠点を攻撃した旨発表するとともに、
南部における反転攻勢の開始に言及した。同地域におい
てウクライナ軍は、HIMARSなどの精密攻撃能力に優
れた長距離火力を活用し、同地域一帯のロシア軍の指揮
所及び兵站拠点を攻撃するとともに、ドニプロ川の橋梁
などを通行不能にした。これにより、補給が困難となっ
たドニプロ川以北のロシア軍部隊の戦闘能力と士気を低
下させ、反転攻勢のための条件を整えた。

2014年以降ロシア軍に占領されたウクライナ南部の
クリミア半島においては、2022年8月、航空基地などの
ロシア軍施設における爆発事案が複数発生した。ウクラ
イナ側はこれらの事案へ関与を公式には認めていない
が、同半島はロシアによるウクライナ侵略開始当初から
ロシア軍の航空戦力や後方支援の拠点となっている。

3　ウクライナによる反転攻勢の本格
化とロシアによる対応

（1）ウクライナによる反転攻勢の本格化
2022年9月上旬、ウクライナ軍は、東部ハルキウ州に

おける反転攻勢に成功し、同州のロシア軍占領地の大部
分を奪還した。ウクライナ軍は、それまで反転攻勢の動
きを顕著にしていた南部と異なり、東部においては反転
攻勢企図の秘匿に努めたものとみられ、南部におけるウ
クライナ軍の反転攻勢に対応すべく東部のロシア軍部隊

40日本の防衛
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が転用され、戦力が手薄となったところを突くことで反
転攻勢に成功したとの指摘もある。

一方、南部においては、ウクライナ軍は、ドニプロ川
を利用したロシア軍の分断と弱体化に努め、2022年11
月中旬、ロシア軍に撤退を強いる形で州都ヘルソンを含
むドニプロ川以北のヘルソン州などの奪還に成功した。
その後、同州においてはおおむねドニプロ川を挟んでウ
クライナ軍とロシア軍が対峙する状況となっており、ロ
シア軍の多連装ロケットや火砲による、ヘルソンなどド
ニプロ川西岸の都市への攻撃が続いているとみられる。

さらにロシア国内においても、2022年10月、ロシア
南部クラスノダール地方とウクライナのクリミア半島を
結ぶ橋で爆発が発生し、橋桁が損傷したほか、同年12
月、ウクライナに対するミサイル攻撃に従事しているロ
シア航空宇宙軍の長距離爆撃機基地などにおいて爆発・
火災が複数回発生したとされ、ロシア側はいずれもウク
ライナによるものと発表している。

（2）ロシアによる対応
ウクライナの反転攻勢の本格化を受け、ロシアは、兵

力の増強やウクライナ領土占領の既成事実化をはじめと
する各種の対応を取った。

兵力の増強については、2022年8月初旬時点で約8
万人とも指摘される死傷した兵力の補充のため、同年9
月21日、プーチン大統領は、部分的動員に関する大統領
令に署名するとともに、その必要性を国民に対する声明
において説明し支持を求めた。同日、ショイグ国防相は、
30万人を動員する計画である旨述べた。このほか、同月
30日、外国市民などがロシア軍における勤務契約を結
んだ場合にロシア国籍の取得手続が簡素化される大統領
令を公布しており、旧ソ連諸国市民を念頭に置いたもの

との指摘もある。
また、ウクライナ領土占領の既成事実化については、

同月23日から27日にかけ、ルハンスク、ドネツク、ザ
ポリッジャ及びヘルソンのロシア軍占領地域においてロ
シアへの「編入」の賛否を問う「住民投票」と称する活動
を実施し、その結果に基づき、同月30日、これら4地域
を違法に「併合」した。

これらと並行してロシア軍は、ウクライナ全土に対す
るミサイル・自爆型UAV攻撃を強化しており、ウクラ
イナ軍の防空ミサイルを消耗させるとともに、寒冷期の
市民生活にとって重要なウクライナの電力網に被害を与
え、非戦闘員の犠牲を拡大することで、ウクライナの継
戦能力と抗戦意思の減殺を企図したものとみられる。こ
うしたロシア軍の攻撃によるウクライナの非戦闘員の犠
牲者は、国連人権高等弁務官事務所によると2023年3
月時点で少なくとも8,000人を超えるとの見方が示され
ているが、戦闘が現在も継続しているため、正確な被害
の実態は把握できておらず、実際の犠牲者はこれを大き

米国から供与されたウクライナ軍の高機動ロケット砲システムHIMARS 
【EPA=時事】

2023年1月14日のロシア軍のミサイル攻撃により破壊されたウクライナ
中部ドニプロの集合住宅（2023年1月）【ウクライナ政府Facebook】

2022年9月30日、ウクライナ東部及び南部4地域の「編入」式典における
プーチン大統領（中央）、4地域の「首長」及び「行政府長官」【ロシア大統領府】
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く上回り、今もなお増え続けているとみられる。
5月に入ると、民間軍事会社「ワグナー」とロシア軍部

隊がドネツク州で攻勢を強め、バフムト市街地全域を制
圧したと主張した。

4　ロシアによる原発・核施設攻撃と
NBC兵器をめぐる状況

ロシアは、ウクライナ侵略を継続する中で、核物質や
核施設をめぐる危険な行動を繰り返している。ロシアは、
2022年2月24日にベラルーシ国境に近いチョルノービ
リ原発を占拠したほか、同年3月4日にはウクライナ南
東部のザポリッジャ原発を占拠した。また、同月6日以
降、実験用原子炉を有し、核物質を扱うハルキウ物理技
術研究所が複数回にわたって攻撃された。

核兵器については、プーチン大統領は、同年4月20日、
ロシア軍が開発中の新型の大型ICBM「サルマト」の飛
翔試験を初めて実施した際、自国の核戦力を誇示する旨
の発言をした。また、同年9月21日の部分的動員に関す
る大統領令の公布に際しての国民向け声明においては、
核戦力を念頭に、自国の領土一体性が脅威にさらされた
際には、ロシアが利用可能なあらゆる手段を用いる旨を
述べており、他の高官によるものも含め、核兵器による
威嚇とも取れる言動が繰り返されている。

化学兵器や生物兵器についても、ロシアは、ウクライ
ナがこれらを使用する可能性があるとの主張を繰り返し
ているが、米国や英国はロシアによるいわゆる「偽旗作
戦」の準備との評価を明らかにしている1。

5　今後の見通しと軍事バランスへの
影響

（1）今後の見通しなど
ウクライナ侵略をめぐる今後の動向については、予断

を許さないが、動向に影響を与えるとみられるロシア軍
とウクライナ軍双方の戦略・戦術や人的・物的な継戦能
力について、様々な指摘がされている。

ロシア軍については、指揮統制をめぐる困難がとりわ

1 2022年3月21日、バイデン大統領は、プーチン大統領がウクライナで生物・化学兵器の使用を検討している確かな兆しがあるとの趣旨の発言をしている。
2 同作戦にはロシア軍のほか、国家親衛隊（旧国内軍）、連邦保安庁、カディロフ・チェチェン共和国首長に属する「カディロフツィ」と呼ばれる部隊などの

準軍隊やロシア政府との関係が指摘される民間軍事会社「ワグナー」も参加している。
3 2023年1月22日、クリストファーセン・ノルウェー軍参謀総長の発言による。

け早くから指摘されてきた。侵略開始当初、ロシア軍は、
平時の運用体制である統合戦略コマンド（軍管区）の指
揮系統と所属部隊をそのまま各作戦正面に割り当て、約
20万人とされる機械化歩兵部隊に加え、陸海空のミサ
イル戦力、海空戦力などの投入戦力全体2に対する一元
的な指揮統制を欠いたと指摘されている。2022年4月
初旬には、ロシア軍の作戦全体を指揮する統合任務部隊
司令官が任命されたと報じられ、軍種間や戦域間の連携
改善を図ったものとみられる。また、2023年1月11日
には、軍種間の連携改善、後方支援の質的向上及び部隊
指揮の効率改善を目的として、ゲラシモフ参謀総長が統
合任務部隊司令官に任命された旨発表された。

ウクライナ軍については、2014年以降の東部におけ
る紛争に対処する中で戦闘経験を有する予備役を多数確
保したこと、NATO標準を目指した国防省及び軍の機構
改革を受け、戦闘の中核となる下士官の養成が進んだこ
と、民間技術に基づく迅速性・精密性の高い火力調整シ
ステムを採用したことなどにより、質量ともに優位なロ
シア軍に対しても屈することなく、今日まで戦闘を継続
している。

人的継戦能力については、2023年1月時点でロシア
軍18万人、ウクライナ軍10万人が死傷したとの指摘が
ある3。ロシア軍は、平時に教育訓練を担う部隊まで投入
し、動員兵の訓練についてベラルーシの支援を受けてい
るとされる。ウクライナ軍も、欧米諸国から新兵への教
育訓練支援を受けている。

物的継戦能力については、対ロシア経済制裁により、
ロシア軍の装備品調達に支障が出ているとの指摘があ
る。一方、軍需企業の昼夜連続操業、対地攻撃用ではな
いミサイルの転用、イラン製UAVの調達、ベラルーシ
からの戦車の譲受などにより戦力を維持しているものと
みられるほか、制裁下においても、弾薬や旧ソ連時代の
技術水準の装備品は今後も十分に生産可能であり、長期
にわたって戦闘を継続できるとの指摘もある。

一方、ウクライナ軍の装備の多くは、旧ソ連製であり、
ロシア以外の国から調達できる部品や弾薬は限られてい
る。さらに自国内で修繕や調達が可能な装備についても、
主要な軍需企業が立地するハルキウやドニプロはロシア

42日本の防衛

	

第
2
章

ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ
ロ

ロ

第
Ⅰ
部

防衛2023_1-2.indd   42防衛2023_1-2.indd   42 2023/06/23   9:09:362023/06/23   9:09:36



地上軍の攻撃圏内にある。こうしたことから、継戦能力
の確保のためには、国外からの装備・弾薬の提供と旧ソ
連製装備からの転換にかかわる教育訓練支援が重要であ
る。

ウクライナ軍は、今後も強固な抗戦意思を持って反転
攻勢を継続していくとみられる一方、ロシア軍も部分的
動員による兵力の増強に取り組んでいることを踏まえ、
戦闘が長期化する可能性も指摘されている。

（2）他の地域への影響
これまで自国の主張達成のために軍事力が果たす役割

を重視してきたロシアは、今般の侵略を通じ通常戦力を
大きく損耗しているものとみられ、今後ロシアの中長期
的な国力の低下や周辺諸国との軍事バランスの変化が生
じる可能性がある。ロシアは、集団安全保障条約機構

（C
Collective Security Treaty Organization

STO）4や上海協力機構（S
Shanghai Cooperation Organization
CO）5構成諸国などとの関

係の維持・強化に努めるとともに、抑止力としての核戦
力を一層重視していくとみられる。

欧州地域においては、CSTO加盟国であるベラルーシ
との間で、同国軍によるロシアの戦術核兵器の運搬を可
能とする装備の改修・新規配備に合意6するなど、ロシ
アがベラルーシへの軍事的関与を一層強化する動きがみ
られる。

ベラルーシはロシアによるウクライナ侵略に際し、ロシ
ア軍による自国領土の利用やロシア軍への装備・後方支
援・教育訓練の提供などの便宜を図っているとされるが、
自国軍の参戦には慎重な姿勢であると指摘されている。

コーカサス地域においては、2023年1月、CSTOの

4 ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、アルメニアの6か国が加盟する軍事同盟。CSTOの設立根拠となる1992年の集団安全保障
条約第4条に、加盟国が侵略を受けた場合、「残る全加盟国は、当該加盟国の要請に応じて、軍事的援助を含む必要な援助を早急に行うとともに、利用可能
な手段を用いた支援を国連憲章第51条に基づく集団的自衛権に適合的な形で提供する」との規定がある。

5 中国、ロシア、カザフスタン、キルギス、タジキスタン、ウズベキスタン、インド及びパキスタンが加盟する地域機構。安全保障協力や経済連携を目的とし
ており、対テロ演習「平和の使命」を実施。

6 2022年6月25日、プーチン大統領は、ルカシェンコ・ベラルーシ大統領との会談の場で、通常弾頭と非戦略（戦術）核弾頭のいずれも搭載可能な「イスカ
ンデルM」地対地ミサイルシステムの供与及びベラルーシ軍のSu-25攻撃機に核兵器搭載可能とする改修を提供できる旨述べた。

7 2022年9月14日、アルメニアは、アゼルバイジャンとの衝突を巡り、CSTOに対し集団安全保障条約第4条に基づく軍事支援を要請したが、CSTOの対
応は監視団の派遣に留まったため、2022年11月に開催されたCSTO首脳会議において、アルメニアはCSTOの対応に不満を表明した。なお、9月の衝突
はナゴルノ・カラバフ地域ではなく、アルメニア・アゼルバイジャン国境で発生したものである。

8 ロシアがミサイルの不足を補うため、イラン製UAVを調達したとされるほか、2023年1月15日、イランが同年春にもロシア製Su-35戦闘機（ロシア軍
及び中国軍のみが保有する4.5世代機）を受領する予定であるほか、ロシア製防空システム、ミサイルシステム、ヘリコプターなどを発注済である旨報じ
られており、両国間の軍事協力が進展している。

9 とりわけカザフスタンは、「ドネツク人民共和国」及び「ルハンスク人民共和国」に対する「国家」承認を拒否する立場を鮮明にしたほか、他国への武器輸
出を1年間禁止する法律を成立させるなど、最も厳しい対応をとっている。

10 ウクライナ軍参謀本部発表やロシア国防省系メディアの記事によれば、東部軍管区第29軍、第35軍及び第36軍並びに南樺太や北方領土所在部隊を管轄
する第68軍団がキーウ攻撃に参加したのち、ウクライナ東部に転用されたほか、太平洋艦隊第40海軍歩兵旅団及び第155海軍歩兵旅団も対ウクライナ
作戦に投入されている。

加盟国であるアルメニアのパシニャン首相が、同年同国
において実施予定であったCSTO平和維持部隊演習を
主催しない旨表明した。これは、アルメニアが、2022年
9月のアゼルバイジャンとの国境における武力衝突に際
して、CSTOの対応が不十分であったと考えているため
との指摘がある7。なお、コーカサス地域に隣接する中東
地域においては、ロシアはイランとの軍事協力を一層強
化8するほか、東地中海における足場であるシリアへの
軍事的関与を継続していくものとみられる。

中央アジア地域においては、カザフスタン、キルギス
及びタジキスタンがCSTO加盟国であるが、いずれの国
もウクライナ侵略を支持していない9。このように、ウク
ライナ侵略開始後、ロシアがCSTOの維持・強化を望ん
でも、加盟諸国がどの程度協力するかは不透明である。

インド太平洋地域においては、ロシアは米国への対抗
などの観点から、中国との連携を深化させている。

極東地域を担当する東部軍管区の地上・航空戦力は、
ウクライナ侵略への投入により損耗10しているとみられ
る一方、戦略核戦力の一翼を担うロシア軍の戦略原子力
潜水艦の活動海域であるオホーツク海一帯の防御を念頭
に、その外縁である北方領土、千島列島などにおける軍
事活動を継続していくとみられる。また、ウクライナ侵
略後も極東地域には多くの海空戦力が残存しているとみ
られ、その動向を注視していく必要がある。

3章5節3項1（核・ミサイル戦力）、3章5節4項（北
方領土などにおけるロシア軍）、3章5節5項4（旧ソ
連諸国との関係）

 参照
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	 33	 ウクライナ侵略が国際情勢に与える影響と各国の対応

11 NATOは、2022年6月に開催された首脳会合において、2010年以来となる新戦略概念を採択した。前回の戦略概念においては、欧州・大西洋地域は平
和であり、NATO領に対する攻撃の可能性は小さいとしていたところ、今般の戦略概念においては、欧州・大西洋地域は平和ではなく、加盟国の主権・領
土に対する攻撃可能性を見過ごすことはできないとした。また、前回の戦略概念において「真の戦略的パートナーシップ」を目指すとしていたロシアを、「加
盟国の安全保障及び欧州大西洋地域の平和と安定に対する最も重大かつ直接的な脅威」と位置づけている。

1　全般
ロシアによるウクライナ侵略においては、ウクライナ

自身の強固な抵抗に加え、国際社会が結束して強力な制
裁措置などを実施するとともに、ウクライナを支援し続
けることにより、ロシアは大きな代償を払わざるをえな
い状況に陥っている。また、欧州各国は、ロシアの脅威
に対応するため、結束を強める動きを見せており、ウク
ライナ侵略を契機として、欧州の安全保障環境は大きな
転換点を迎えている。NATOの東方拡大を自国に対す
る脅威と位置づけてきたロシアの侵略行為がこのような
欧州諸国の安全保障政策の変化を促したことは明らかで
あり、「勢力圏」の維持を通じて自国の安全を確保すると
のロシアの戦略的な目的が今般の侵略により達成できて
いるとは言い難い状況にある。こうしたことも踏まえ、
NATO加盟国である米国の同盟国であり、欧州とはロ
シアが位置するユーラシア大陸を挟んで対極に位置する
わが国としては、欧州と東アジアを含むインド太平洋の
安全保障は不可分であるとの認識のもと、その戦略的な
影響を含め、今後の欧州情勢の変化に注目していく必要
がある。さらに、ウクライナ侵略を受けた欧州情勢の変
化は、米中の戦略的競争の展開やアジアへの影響を含
め、グローバルな国際情勢にも影響を与え得るものであ
る。いずれにせよ、引き続き関連動向について、強い関

心を持って注視していく必要がある。

2　NATO加盟国などの対応
ロシアによるウクライナ侵略を受け、欧州各国の警戒

感は急速に高まり、ロシアの攻撃的な行動は欧州・北大
西洋の安全保障に対する最も重大かつ直接的な脅威と捉
えられるようになった11。ロシアの脅威を再認識した
NATO加盟国は、東部正面における部隊の規模を必要
に応じて拡大するとともに、現行のNATO即応部隊に
代わって30万人以上を高い即応態勢に置くことで合意
するなど、NATOの集団防衛体制のもとでの防衛協力
の強化に努めるとともに、自国の防衛力を高める取組も
進めている。

3章9節2項（多国間の安全保障の枠組みの強化）

また、米国は、欧州における米軍戦力態勢の強化を
図っており、2022年6月には、ポーランドへの陸軍第5
軍団常設司令部の設置、スペインを母港とする米駆逐艦
の増加、ルーマニアへの部隊のローテーション配備、英
国へのF-35飛行隊の追加配備などを発表した。

さらに、NATO加盟国をはじめとする国々は、ウクラ
イナに対して、戦況に応じた装備品の供与や訓練支援な
どを実施している。各国は当初、ロシア軍の機甲部隊な
どの進軍を遅滞させるとともに、空挺部隊などの減殺に
より前線の拡大を抑えることに貢献するとみられる携行
型対戦車ミサイル・対空ミサイルなどの装備品を供与し
た。ウクライナ軍がロシア軍の全面侵攻を食い止めた後
は、ウクライナ軍の反転攻勢のため、地上戦闘での面の
制圧・確保に寄与する戦車や装甲車、りゅう弾砲といっ
た大型装備品の供与に重点が移行した。さらに、ロシア
軍がウクライナ東部地域に戦力を集中した後は、相手の
拠点攻撃のための、より長射程の火力が供与されるよう
になった。また、2022年10月以降、ロシアが民間施設も
含むウクライナ全土を標的にミサイル攻撃を行ったこと
が契機となり、各国からの防空システムの引き渡しが急
速に進められることとなった。ロシアによるミサイル攻

 参照

ウクライナ情勢について話し合うG7首脳とゼレンスキー大統領 
（2023年5月G7広島サミット）【首相官邸HP】
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撃の継続が見込まれる中、弾道ミサイルにも対処可能な
防空システムの供与も表明されている。2023年1月に
は、各国は初めて旧ソ連製以外の戦車や歩兵戦闘車の供
与を発表し、同年2月のポーランドによるドイツ製戦車
の引渡しを皮切りに、ウクライナへの引渡しが始まった。
また、同年3月には旧ソ連製戦闘機の供与が表明された
ほか、同年5月には英国及びオランダが戦闘機の調達や
訓練を支援する「国際的連合」の設立を表明し、米国は
G7サミットの場において、F-16を含む第4世代戦闘機
の操縦訓練をウクライナに提供する共同取組を支援する
旨を表明した。

このような各国による支援の中でも、特に米国の貢献
は際立っており、バイデン政権発足以降、ウクライナに
対する安全保障支援を累計380億ドル、うち373億ドル
以上をロシアによるウクライナ侵略開始以降に発表した

（2023年5月21日時点）。大規模かつ幅広い装備品の供
与のほか、供与した装備品の習熟訓練・新兵などを対象
とした訓練の支援もウクライナ国外において実施し、ウ
クライナに対する強固な支援の姿勢を打ち出している。
2022年12月に米国を訪問したゼレンスキー大統領は
米国議会で演説し、こうした米国の支援について、「世界
の安全保障と民主主義への投資」であると位置づけ、支
援の継続を訴えた。

2014年のロシアによるクリミア「併合」以降、米国な
どとともに、ウクライナに対して装備支援や訓練教官の
派遣などを継続して実施してきた英国は、ジョンソン政
権からスナク政権に移行した後も、幅広い装備品の供与
や新兵に対する訓練の実施など、ウクライナに対する積
極的な支援を継続している。特に、2023年1月には、他
国に先駆けて旧ソ連製以外の主力戦車供与の発表に踏み
切った。また、米国や英国は、ロシアの偽情報への対抗
や、ロシアの行動をけん制する観点から、政府高官によ
る発表やSNSによる発信などにより、ロシア軍の動向
などに関する情報を積極的に開示している。

ウクライナ東部における紛争の平和的解決を目指し、
「ノルマンディー・フォーマット」12において、ドイツと
共にロシアとウクライナの間の仲介役を務めてきたフラ
ンスは、ウクライナに対し、装輪装甲車やミサイル防空
システムなどの供与を発表している。また、ロシアによ

12 ウクライナ情勢が悪化した2014年以降、ミンスク合意に基づいた情勢解決に向けた協議などを行うウクライナ・ロシア・フランス・ドイツの4か国に
よる対話枠組み。

るウクライナ侵略を受け大きく国防戦略を転換したドイ
ツは、歩兵戦闘車や地対空ミサイルシステムなどの供与
を発表するとともに、2023年1月には、ドイツ製主力戦
車について、自国からウクライナへの供与及び第3国か
らウクライナへの移転の許可に踏み切った。2015年以
降、ウクライナ軍への訓練支援などを行ってきたカナダ
も、ロシアによるウクライナ侵略の発生以降、2023年3
月末時点で10億カナダドル以上の軍事支援を提供する
など積極的なウクライナ支援を行っている。

その他のNATO加盟国からも、相当数の装備供与が
発表されており、特に一部の中・東欧諸国は歴史的経緯
や地理的関係などからロシアに対して強い警戒感を持っ
ているとされているところ、ウクライナに対する積極的
な支持を表明している。

さらに、NATO非加盟国も、ウクライナに対する装備
供与などを実施しており、特に、スウェーデンについて
は、紛争当事国に対し兵器を供与しないとの原則を覆し
て装備供与を行うこととなった。

また、EUもウクライナに対し、EUの基金である欧州
平和ファシリティを通じ、2023年3月までに総額36億
ユーロの軍事支援を発表しているほか、EU域内におい
てウクライナ軍を訓練する軍事支援ミッションを2022
年11月から開始しており、3万人を対象とした訓練を実
施するとしている。

民間企業によるウクライナに対する技術支援も注目さ
れている。米企業がウクライナ政府の求めに応じて提供
した小型衛星コンステレーションによるインターネット
サービスは、ウクライナ国民の通信手段として使用され
るのみならず、ウクライナ軍無人機の運用などにも活用
されているとされる。また、欧米のIT・セキュリティ企
業は、ウクライナ侵略が開始される前からウクライナの
サイバーセキュリティ支援を実施し、ロシアによるサイ
バー攻撃の被害を低減・局所化させることに成功したと
指摘されている。

このように、NATO加盟国をはじめとする国などが
ウクライナ支援の動きを見せる中、ロシア・ウクライナ
両国と関係の深いトルコは、ロシアに対して一定の配慮
を見せている。具体的には、ウクライナへの支持を表明
する一方、ロシアに対する制裁措置は基本的に実施して
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いない。また、ウクライナ産穀物の輸出再開を仲介して
いる。この他、ロシアへの経済依存度が高いハンガリー
は、国益に反するとして、ウクライナへの武器供与を
行っていないほか、EUの対露制裁協議に当初反対する
など、NATO加盟国の中でも、ロシアに対して融和的な
姿勢を見せている。

3　そのほかの地域の対応
ウクライナ侵略開始から1年となるのを前にした

2023年2月23日、国連総会において、ロシアによる侵
略の即時停止などを求める総会決議が全国連加盟国の7
割以上を占める141か国の賛成により採択された。一方、
同決議には、ロシアのほか、ベラルーシや北朝鮮といっ
た6か国・地域が反対するとともに、中国やインドと
いった32か国が棄権するなど、こうした動きに同調し
ない国・地域もある。

北朝鮮は、ロシア軍のウクライナからの即時撤退を求
める国連総会決議案などに反対するとともに、ウクライ
ナにおける事態の原因が米国や西側諸国にあると主張
し、ロシアを擁護する姿勢をみせている。また、2022年
12月、トーマスグリーンフィールド米国連大使は、北朝
鮮がロシアの民間軍事会社「ワグナー」に対し、歩兵ロ
ケット砲やミサイルを含む最初の武器供与を完了したと
発表した。北朝鮮やロシアはこれを否定しているが、北
朝鮮による武器供与が行われているとすれば、ロシアの
侵略行為を利するのみならず、北朝鮮からの武器及び関
連物資の調達を全面的に禁止している関連安保理決議に
違反するもので、断じて容認できるものではなく、国際
社会が緊密に連携して今後の露朝間の関係強化に向けた
動きについて注視していく必要がある。

3章4節1項5（対外関係）

イランは、2018年の米国の核合意離脱以降、欧米と
の対立姿勢を強める一方、ロシアと経済・軍事分野を中
心に関係を強化しており、ウクライナ侵略の外交的解決
を主張するも、ロシアが行動を起こしていなければ
NATO側が戦争を仕掛けていたと主張するなど、ロシ
アの立場に一定の理解を示している。2022年11月には、
ライースィ・イラン大統領とパトルシェフ・ロシア安全
保障会議書記が会談し、イラン側は様々な分野における
戦略的関係のレベルを引き上げると言及するとともに、
米国とその同盟国による対露制裁などを批判した。また、

同年7月、米国は、イランがロシアに対して無人機の供
与を計画している旨を公表したほか、同年9月にはロシ
アがイラン製無人機を攻撃及び情報収集・警戒監視・偵
察（ISR）に用いていると指摘した。ウクライナ軍も、ロ
シアがイラン製無人機を用いてウクライナ各地への攻撃
を実施していると発表している。これに対しイランは、
ロシアへのイラン製無人機の供与はウクライナ侵略前に
行われたものであると主張し、その目的はウクライナ戦
争で使用するためではなかった旨を示唆している。2023
年2月、バーンズ米CIA長官は、ロシアはイランからの
支援の見返りとして、イランのミサイル計画の支援や戦
闘機提供の可能性について検討している旨を指摘してお
り、両国の協力関係の進展を注視する必要がある。

中国は、ウクライナ侵略について、ロシアへの直接的
な批判を避け、ロシアとウクライナの双方に「自制と対
話」を求めるとともに、ウクライナ問題の解決に向けて
自身の方法で建設的な役割を果たすとの立場をとってい
る。一方で、ロシアの行動の原因は米国をはじめとする
NATO諸国の「冷戦思考」にある旨を主張し、安全保障
問題におけるロシアの合理的な懸念を理解するとの見解
を表明するとともに、ロシアに対する制裁や欧米諸国に
よるウクライナへの装備供与を批判している。侵略開始
後初の対面での開催となった2022年9月の中露首脳会
談では、習

しゅうきんぺい
近平国家主席は、互いの核心的利益にかかわ

る問題への強力な支持を表明しており、また、オンライ
ンで開催された同年12月の中露首脳会談においては、
ウクライナ侵略について「中国は引き続き客観的かつ公
正な立場を堅持し、国際社会の共同勢力の形成を促進
し、ウクライナ危機の平和的解決に向けて建設的な役割
を果たす」と発表した。さらに、2023年2月には、「ウク
ライナ危機の政治的解決に関する中国の立場」と題した
文書を公表し、和平交渉や戦後の再建に建設的な役割を
果たす旨を表明した。同年3月には、習近平国家主席が
ロシアを訪問してプーチン大統領と会談を実施するとと
もに共同声明を発表し、可能な限り早くウクライナとの
対話を再開するとのロシア側の用意を肯定的に評価する
とともに、国連安保理を経ない一方的な制裁に反対した。
ウクライナ侵略によって国際的に孤立するロシアにとっ
て、今後、中国との政治・軍事的協力の重要性はこれま
で以上に高まっていく可能性がある。

一方、ロシアと連携を深める中国に対し、欧米諸国は
牽制する動きを見せている。2022年9月、ストルテンベ

 参照
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ルグNATO事務総長は、ウクライナ侵略後も中国がロ
シアと協力するとともに、NATO拡大に反対しているこ
とは、NATOが中国を安全保障上の課題とみなすべき
理由となる旨指摘した。また、米国は、ロシアの民間軍
事会社「ワグナー」に衛星画像を提供したとみる中国企
業などを、米国からの輸出を規制するエンティティ・リ
ストに追加している。さらに、ブリンケン米国務長官は
2023年2月に実施した王

おう・き
毅中国共産党中央外事工作委

員会弁公室主任との会談において、中国が殺傷兵器をロ
シアに供与すれば米中関係に深刻な結果をもたらすと警
告した。

わが国周辺において、ウクライナ侵略以降も、ロシア
軍と中国軍が爆撃機の共同飛行や艦艇の共同航行を実施
するとともに、「ヴォストーク2022」の一環として、日
本海からオホーツク海に至る海域で共同訓練を実施する
など、両国が軍事的な連携を強化する動きがみられてい

る。今回のロシアによるウクライナ侵略を受け、両国が
所在する極東・東アジアにおける連携を含め、さらなる
中露軍事連携の深化の可能性について、わが国としても
懸念を持って注視していく必要がある。

3章2節3項（対外関係など）

伝統的にロシアとの関係が深いインドは、ウクライナ
侵略に関し、敵対的行為と暴力の即時停止及び対話と外
交を通じた解決を強調し、2022年9月の印露首脳会談
において、モディ首相がプーチン大統領に対し「今は戦
争の時代ではない」などと述べる一方、ロシアへの明示
的な批判を避けている。引き続き、ロシアとの間で軍事
面における強固な協力関係を維持しているほか、経済制
裁により価格が下落したロシア産原油の輸入を増やすな
どの対応もみられ、今後の対応が注目される。

3章5節5項5（1）（アジア諸国との関係）

 参照

 参照

国連安保理常任理事国であるロシアがウクライナ
への侵略を行った事実は、自らの主権と独立の維持は
我が国自身の主体的、自主的な努力があって初めて実
現するものであり、他国の侵略を招かないためには自
らが果たし得る役割の拡大が重要であることを教えて
います。

ロシアがウクライナを侵略するに至った軍事的な
背景としては、ウクライナのロシアに対する防衛力が
十分ではなく、ロシアによる侵略を思いとどまらせ、
抑止できなかった、つまり、十分な能力を保有してい
なかったことにあります。また、どの国も一国では自
国の安全を守ることはできない中、外部からの侵攻を
抑止するためには、共同して侵攻に対処する意思と能
力を持つ同盟国との協力の重要性が再認識されていま
す。さらに、高い軍事力を持つ国が、あるとき侵略と
いう意思を持ったことにも注目すべきです。脅威は能
力と意思の組み合わせで顕在化するところ、意思を外
部から正確に把握することには困難が伴います。国家
の意思決定過程が不透明であれば、脅威が顕在化する
素地が常に存在します。このような国から自国を守る
ためには、力による一方的な現状変更は困難であると
認識させる抑止力が必要であり、相手の能力に着目し
た自らの能力、すなわち防衛力を構築し、相手に侵略

する意思を抱かせないようにする必要があります。
また、戦い方も、従来のそれとは様相が大きく変化

してきています。これまでの航空侵攻・海上侵攻・着
上陸侵攻といった伝統的なものに加えて、精密打撃能
力が向上した弾道・巡航ミサイルによる大規模なミサ
イル攻撃、偽旗作戦を始めとする情報戦を含むハイブ
リッド戦の展開、宇宙・サイバー・電磁波の領域や無
人アセットを用いた非対称的な攻撃、核保有国が公然
と行う核兵器による威嚇ともとれる言動等を組み合わ
せた新しい戦い方が顕在化しています。こうした新し
い戦い方に対応できるかどうかが、今後の防衛力を構
築する上で大きな課題となっています。

このように、戦後、最も厳しく複雑な安全保障環境
の中で、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために
は、その厳しい現実に正面から向き合って、相手の能
力と新しい戦い方に着目した防衛力の抜本的強化を行
う必要があります。こうした防衛力の抜本的強化とと
もに国力を総合した国全体の防衛体制の強化を、戦略
的発想を持って一体として実施することこそが、我が
国の抑止力を高め、日米同盟をより一層強化していく
道であり、また、同志国等との安全保障協力の礎とな
るものです。

ロシアによるウクライナ侵略の教訓解 説解 説
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	第1節	 米国
	 11	 安全保障・国防政策

1	 国家安全保障戦略（NSS）と国家防衛戦略（NDS）はともに、法律により一定期間での議会への提出が定められている。NSSは新たな大統領の就任から
150日以内に、NDSは、大統領選挙後に新たな国防長官を指名した場合においては、上院による指名承認後可能な限り速やかに議会に報告書を提出するこ
とが合衆国法典第50編及び同第10編でそれぞれ定められている。

2	 領域間の統合や同盟国との統合などの能力のシームレスな組み合わせにより、敵対者に、敵対的な活動のコストがその利益を上回ると確信させることによ
り侵略を抑止するアプローチ。

2022年10月、米国は「国家安全保障戦略1」（N
National Security Strategy

SS）を
発表し、中露との「大国間の地政学的競争」及び気候変
動などの国境を越えた問題である「共通の課題」という
2つの戦略的課題に直面しているとの認識を示した。戦
略的課題に対応するためには、米国の強さの源泉である
国力への投資を重視するとともに、同盟及びパートナー
シップを米国の最も重要な戦略的資産と位置づけて、同
盟国に対しても、抑止力を強化するために必要な能力へ
の投資を求めていく姿勢を示している。中国やロシアな
どによる侵略を抑止することに重大な関心があるとし、新
たな戦略を推進する競争相手に対して、通常戦力と核抑
止力だけに頼るのは十分ではないとの認識に基づき、米
国内の各機関や同盟国などとの能力の統合により、侵略
行 為 の 抑 止 に 最 大 の 効 果 を 発 揮 す る「 統 合 抑 止

（Integrated Deterrence）」2を推進する考えを示してい
る。

また、同月には国防省が「国家防衛戦略」（N
National Defense Strategy

DS）を発
表し、抑止力を強化するため、米国本土防衛や戦略的攻
撃の抑止などの国防省が追求すべき主要な防衛優先事項
を掲げ、「統合抑止」、「（国防省の）活動」、「永続的な優位
性の構築」という3つの手段を推進する考えを示した。
そのうえで米国単独では複雑で相互に関連した課題に対
処できないとし、互恵的な同盟及びパートナーシップ
は、米国にとって世界戦略上の最大の優位性であり、
NDSの重心であるとの認識を示している。

NSSにおいては、中国が米国にとって最も重大な地政
学的挑戦であり、国際秩序を再構築する意図とそれを実

現する経済力、外交力、軍事力、技術力を併せ持つ唯一
の競争相手として位置づけ、効果的に競争する一方、ロ
シアを国際システムに対する直接的な脅威として抑制し
ていく考えが示されている。NDSにおいても、中国は今
後数十年間の最も重要な戦略的競争相手で、米国の安全
保障に対する最も包括的で深刻な挑戦であるとし、「対
応を絶えず迫ってくる挑戦（pacing challenge）」と位
置づけて、抑止力を維持・強化するため、国防省は迅速
に行動するとして、バイデン政権が中国の課題に最優先
で取り組む姿勢が示されている。

米国は、中国との関係で人権問題への対応に取り組ん
でおり、2022年6月には「ウイグル強制労働防止法」が
施行され、強制労働によるものではないことを企業が証
明しない限り、新

しん
疆
きょう

ウイグル自治区で生産された全ての
製品の輸入が禁止されている。また、同年5月には「イ

インド太平洋経済枠組み（IPEF）の立ち上げについて議論する参加国首脳
（2022年5月IPEFの立ち上げに関する首脳級会合）【首相官邸HP】
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ンド太平洋経済枠組み3」（I
Indo-Pacific Economic Framework

PEF）の立ち上げに関する首
脳級会合を米国が主催し、日本を含むインド太平洋地域
の13カ国が参加するIPEFが設立され、IPEFの柱の一
つとして、強靭で統合されたサプライチェーンを目指す
考えが示されている。同月に実施された日米豪印（ク
アッド）首脳会合においても、重要技術サプライチェー
ンに関する共通声明を発表し、地域への様々なリスクに
対する強靭性を向上させるための協力を推進していくと
している。

米国は、中国と戦略的に競争する一方で、その競争を
責任を持って管理し、意図しない軍事的エスカレーショ
ンのリスクを低減するとともに、最終的には軍備管理の
取組に中国を関与させる方策を通じて、より大きな戦略
的安定を追求する方針を表明している。また、気候変動
や核不拡散などの協力すべき課題で利害が一致する場合
には、常に中国と協力するとの姿勢を示している。

ロシアについては、国際秩序の主要な要素を覆すとい
う目標を掲げ、帝国主義的な外交政策を選択していると
して、自由で開かれた国際システムに対する直接的かつ
持続的な脅威であり、世界的な混乱と不安の原因となっ
ているが、中国のような全般的な能力を備えてはいない
と評価している。そのうえで、米国は中国に対する永続
的な競争力の維持を優先させる一方で、依然として非常
に危険なロシアを抑制するとの考えを示した。また、ロ
シアによるウクライナ侵略は、戦略的失敗として、日本
や中国、インドといった他のアジアの大国との関係で、
ロシアの地位を著しく低下させたと評価する一方、米国
はNATO同盟国とともに防衛と抑止を強化し、フィン
ランドとスウェーデンをNATOに迎えることは、NATO
の安全保障及び能力を向上させると評価している。

北朝鮮との関係については、2021年4月に対北朝鮮
政策見直しの完了を発表し、「朝鮮半島の完全非核化」を
目標として、「調整された、現実的なアプローチ」により
北朝鮮との外交を進める考えを示している。また、北朝
鮮への対応のあらゆる段階で韓国や日本といった同盟国
やパートナーと協議して検討を進める意向を明らかにし
ている。

中東に関しては、同年8月末に米軍がアフガニスタン
から撤収し、20年間にわたる同地における米軍の軍事

3	 経済の強靭性、持続可能性、包摂性、経済成長、公平性、競争力を高めることを目的とした枠組みで、インド太平洋地域の米国、オーストラリア、ブルネイ、
インド、インドネシア、日本、韓国、マレーシア、ニュージーランド、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナムの13カ国で開始され、現在はフィジーを
加えた14カ国が参加。

的プレゼンスが終了した。イラクの駐留米軍についても
同年12月に戦闘任務の終了が発表され、引き続き同地
に駐留する米軍は、イラク軍に対する助言、支援及び訓
練を提供することが任務となっている。また、トランプ
前政権が2018年5月に離脱を宣言したイランとの核合
意について、バイデン政権は、2021年4月以降、合意の
再建に向けての交渉を続けているが、交渉妥結には至っ
ていない。

バイデン政権は、国際協調を基軸とした対外政策の方
向性を示し、同盟国やパートナーと緊密に協力して対応
していくとの考えを示しているが、具体的な動きとし
て、同年9月には日米豪印（クアッド）首脳会談が対面
で初めて行われ、共通のビジョンを持つ民主主義パート
ナーが団結して新興先端技術などの現代の主要な課題に
取り組むとともに「自由で開かれたインド太平洋」への
コミットメントを確認した。また、同月にはオーストラ
リア、英国及び米国の首脳がインド太平洋地域における
外交、安全保障、防衛の協力を深めることを目的とした
3カ国による新たな安全保障協力の枠組みとなる

「AUKUS（オーカス）」の設立を発表した。AUKUSによ
り、サイバーや人工知能などの安全保障・防衛に関する
様々な能力についての協力を深化させるとし、最初の取
組として、オーストラリアによる原子力潜水艦の取得に
ついて協力するとした。2022年4月には、極超音速能
力、電子戦能力、情報共有及びイノベーションについて
の協力も深化させることを発表している。

国内政治の面では、同年11月に実施された中間選挙
において、上院は与党である民主党が多数派を維持した
が、下院では共和党が多数派を奪還したことから、この
結果が今後の米国の安全保障・国防政策にどのような影
響を与えるのかについて注目される。

1　安全保障認識
NSSにおいては、現在直面している戦略的課題とし

て、「大国間の地政学的競争」と「共通の課題」という2
つの課題を挙げている。自由で開かれ、安全で繁栄した
世界を追求するうえで、最も差し迫った戦略的課題は、
権威主義的統治と修正主義的外交政策を重ねる大国から
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もたらされているとして、これからの10年間は、中国と
の競争の条件を設定するとともに、ロシアがもたらす差
し迫った脅威に対処し、共通の課題、とりわけ気候変動
やパンデミックなどに対処するための努力において、決
定的な意味を持つとの認識が示された。中国は、インド
太平洋地域における米国の同盟と安全保障上のパート
ナーシップを弱体化させようとし、経済的影響力や人民
解放軍の強大化などを利用して、近隣諸国を威圧しその
利益を脅かす試みを行っているとして、このような中国
の威圧的でますます攻撃的になっている取組が米国の安
全保障に対する最も包括的で深刻な挑戦と位置づけてい
る。一方、ウクライナ侵略など差し迫った脅威をもたら
すロシアに対しては、同盟国などと侵略を強力に抑止す
る考えを示している。北朝鮮は、米国本土や東アジアへ
の脅威となる核・ミサイル能力の拡大を継続している持
続的脅威とし、イランはテロ集団の支援や悪意のあるサ
イバー作戦により中東の安定をさらに損ねているとの見
方を示している。また、これらの競争相手は、グレーゾー
ン活動を用いて、敵対的な現状変更を試みているとの認
識を示している。さらに、バイデン政権は、気候変動が安
全保障に及ぼす影響についても高い関心を示しており、
2021年10月にオースティン国防長官は国防省の気候適
応計画を発表し、同計画は、ますます厳しくなる環境条
件のもとで将来にわたり軍の即応性と抗たん性を維持す
るための指針となるものであり、国防省による取組だけ
ではなく、連邦政府全体及び同盟国やパートナーととも
に気候変動の課題に取り組む必要があるとしている。

2　安全保障・国防戦略
NSSにおいては、自由で開かれ、安全で繁栄した国際

秩序を実現するためには、①国内の力への投資、②強力
な国家連合の構築、③米軍の近代化・強化という3つの
方向性を示し、その方向性を達成するための具体的なア
プローチとして、①外交・国内政策の分断解消、②同盟
及びパートナーシップ、③地政学的課題認識、④その他
地域への関与、⑤新たな経済的変化への対応、⑥国際的
な協力の維持・拡大という6つの柱を提示した。そのう
えで、米国の強さの源泉である国内の力への投資を重視
するとし、同盟・パートナーシップを米国の最も重要な
戦略的資産と位置づけて、戦略的課題に対処する方針を
示している。また、気候変動などの国境を越えた課題で

ある「共通の課題」に対しては、建設的に取り組む意思の
ある非民主主義国とも協力する考えが表明されている。

NDSでは、安定して開かれた国際システムと国防の
コミットメントを支えるため、①米国本土防衛、②戦略
的攻撃の抑止、③侵略の抑止・紛争に勝利する準備、④
抗たん性のある戦力・防衛エコシステムの構築という4
つの防衛優先事項を掲げ、①統合抑止、②（国防省の）活
動、③永続的な優位性の構築という3つの手段を通じて、
防衛優先事項の取組を推進する考えを示している。侵略
の抑止・紛争に勝利する準備では、インド太平洋地域に
おける中国の課題が最優先で、次に欧州におけるロシア
の課題を優先する方針を示しており、今後、米国がどの
ようにこれらの課題に対応していくのか注目される。

3　インド太平洋地域への関与
NSSにおいては、日本を含むインド太平洋地域の同盟

国とのパートナーシップを深化させるとともに、クアッ
ドやAUKUSなどの多国間枠組みを通じて、「自由で開
かれたインド太平洋」を推進する姿勢を示している。わ
が国との関係では、尖閣諸島も含め、日米安全保障条約
下での日本の防衛に対する米国の揺るぎないコミットメ
ントを再確認する考えが示されている。また、東南アジ
アと太平洋諸島地域にも重点を置くとし、地域外交、開
発及び経済的な関与を拡大すると表明した。世界最大の
民主主義国かつ主要防衛パートナーであるインドとの関
係では、「自由で開かれたインド太平洋」のため、2国間
及び多国間で協力するとし、インドも含む南アジアの地
域パートナーとともに気候変動や中国の威圧的な行動に
対応し、インド洋地域全体の繁栄と経済的な連結を促進
する考えが示されている。

2022年2月に発表された「インド太平洋戦略」では、
中国からの増大する課題に直面しているインド太平洋地
域を最重視する姿勢を明確に示し、米国は同盟国やパー
トナーと協力して「自由で開かれたインド太平洋」の推
進や地域の安全保障の強化などに取り組むことを明らか
にしている。

中国の海洋進出をめぐる問題に関して、国防省は
2020年7月、中国が南シナ海で軍事演習を実施する決
定をしたことに対して懸念を表明した後、およそ6年ぶ
りに2個空母打撃群を南シナ海に展開して演習を実施
し、それ以降も地域の同盟国などに米国が「自由で開か
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れたインド太平洋」の推進に尽力していることを示し続
けるために同地域における空母打撃群の活動を継続して
いる。 2022年1月には、国務省が南シナ海における中
国の海洋権益に関する主張を国際法に照らして検討した
報告書を公表し、南シナ海の大部分に及ぶ中国の主張は
不法であり、海洋における法の支配を深刻に損なう旨を
指摘した。また、同年11月、フィリピンを訪問し、マル
コス大統領と会談したハリス副大統領は、南シナ海にお
けるフィリピン軍などへの武力攻撃に対する相互防衛義
務への米国のコミットメントを再確認し、2023年2月
に行われた米比国防相会談では、米軍がアクセス可能な
基地を拡大することが合意されている。

インド太平洋地域におけるプレゼンス強化をめぐる動
きとして、分散型海洋作戦（D

Distributed Maritime Operations
MO）4を推進する海軍は、

2019年12月、F-35B戦闘機を含む艦載機の運用能力を
強化した強襲揚陸艦「アメリカ」を佐世保に配備し、グ
アムでは2020年1月、MQ-4C「トライトン」無人海洋
偵察機が初展開している。迅速な戦闘運用（A

Agile Combat Employment
CE）5を推

進する空軍は、インド太平洋地域において、戦闘機や無
人機を用いたACE訓練を実施している。さらに、マルチ
ドメイン作戦構想を推進する陸軍は、人間の認知面を含
むすべての領域などにおいて作戦を同時並行的に実施す
るマルチドメイン任務部隊6のハワイへの配備を2022
年9月に発表し、機動展開前進基地作戦（E

Expeditionary Advanced Base Operations
ABO）7を推

進する海兵隊はEABO任務を実行する能力を保有する
海兵沿岸連隊（M

Marine Littoral Regiment
LR）を同年3月、ハワイに初めて配備

し、2023年1月には、沖縄に所在する第12海兵連隊を
2025年までにMLRへ改編することを発表した。このほ
か、米軍は、2018年3月には、空母「カール・ヴィンソ
ン」を米空母として40年以上ぶりにベトナムに寄港さ
せており、2020年3月にも空母「セオドア・ルーズベル
ト」をベトナムに寄港させている。

米国は、「自由で開かれたインド太平洋」へのコミット
メントを示すとして、引き続き南シナ海における「航行
の自由作戦」を実施するとともに、米海軍艦船による台
湾海峡の通過を実施している。この際、米国はインド太
平洋地域において多くの責務を担っており、国際法に
則った航行の権利と自由の擁護はその中の一つであると

4	 各アセットを分散し、ネットワークを介して統合することにより、圧倒的な戦闘力を集結させる作戦構想。
5	 空軍戦力を分散配備し、分散配備された場所から迅速に展開する作戦構想。
6	 全ての領域（陸海空、宇宙、サイバー、電磁波、認識面も含めた情報環境など）において作戦を実施することを通じて、敵の接近阻止/領域拒否（A2/AD）

の打破を目指す作戦構想である「マルチドメイン作戦構想」を前方で実行することを任務とした陸軍部隊。
7	 敵の火力圏内において迅速に分散展開し、一時的な拠点を設置することにより前線での作戦を実行する作戦構想。

し、今後も「航行の自由作戦」を継続する考えを明らか
にしている。

米国は、以上のような地域に対する姿勢に基づき、「自
由で開かれたインド太平洋」というビジョンに基づく取
組を引き続き進めていくと考えられる。

一方、北朝鮮をめぐっては、2018年6月に行われた史
上初の米朝首脳会談以降、米朝間で交渉が行われたが、
北朝鮮の大量破壊兵器・ミサイルの廃棄に具体的な進展
は見られない。同会談を受け、米韓は定例の米韓合同軍
事演習について、中止や規模縮小などの措置を講じた。
こうした米韓演習について、シャナハン国防長官代行

（当時）は、米韓の軍事活動の緊密な連携が外交的取組を
引き続き後押しするとしつつ、米韓連合軍の連合防衛態
勢を引き続き確保するとともに、確固たる軍事的即応性
を維持するとして、在韓米軍を維持する姿勢を明確にし
ていた。2022年5月に厳しい対北朝鮮姿勢を示す韓国
の尹

ユン・ソンニョル
錫悦政権が発足して以降、米韓両国は演習の範囲や

規模を拡大してきているが、こうした状況の中で北朝鮮
の金

キム・ジョンウン
正恩国務委員長は、米国の目的は「わが政権をいつ

でも崩壊させようとすること」であるとし、米国を長期
的に牽制するため「絶対に核を放棄することはできない」
と表明したと報じられるなど、反発を強めている。

NSSにおいては、北朝鮮の大量破壊兵器とミサイルの
脅威に直面して拡大抑止を強化しつつ、朝鮮半島の完全
な非核化に向けて具体的な進展を図るために、北朝鮮と
の持続的な外交を模索するとし、NDSでは、核・ミサイ
ル能力の拡大を継続し、同盟国との間にくさびを打ち込
む試みをしている北朝鮮に対し、米軍の前方展開態勢や
核抑止力を通じて、攻撃を抑止する考えを示している。
現時点において北朝鮮の大量破壊兵器・ミサイルの廃棄
に具体的な進展は見られていないが、今後米国がどのよ
うに北朝鮮政策を進めるのか注目される。

4節1項5（1）（米国との関係）

4　国防分野におけるイノベーション
2021年2月の国防省におけるバイデン大統領の演説に

おいて、新興技術のもたらす危険性と機会に対処し、サ

 参照
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イバー空間における能力を強化し、深海から宇宙に至る
までの新時代の競争を主導するとして、国防政策におけ
る技術の重要性が強調されている。また、NDSにおいて、
永続的な優位性を構築するための方策の一つとして、研
究機関、民間企業及び政府機関の相互連携を通じて装備
品を開発するイノベーションのエコシステムの構築を支
援する考えを示し、指向性エネルギーやサイバーなどを
含む高度な能力の研究開発を促進するとともに、バイオ
テクノロジーや量子科学における機会を創出する考えを
表明するなど、本分野における取組が注目される。

5　核・ミサイル防衛政策
2022年10月、国防省は、各戦略を確実に連携させる

ため、これまで個別に発表してきた「核態勢の見直し」
（N

Nuclear Posture Review
PR）と「ミサイル防衛見直し」（M

Missile Defense Review
DR）をNDSと同

日に発表した。
NPRでは、中国を「対応を絶えず迫ってくる挑戦」と

位置づけて、核抑止力を評価する上でより重要な要素に
なっているとして、2030年代には、ロシアに続いて中国
も核大国となる考えを示し、史上初めて2つの核大国に
直面することになると評価している。ロシアは戦略上、核
兵器を重視し、核戦力の近代化及び拡張を続け、修正主
義的安全保障政策を支えるために核兵器を振りかざし、
米国や同盟国などにとって永続的な存立にかかわる脅威
との認識を示しつつ、敗北を避けるための限定的な核使
用の可能性にも言及している。北朝鮮については、中国
及びロシアほどのライバルではないが、核及び弾道ミサ
イルに加えて、化学兵器を含む非核兵器能力の拡大にも
取り組む持続的な脅威であり、朝鮮半島での危機や紛争
は、多くの核武装した主体を巻き込む可能性があること
から、より広範な紛争の危険性を高めると評価している。

このような核をめぐる情勢認識を示したうえで、核兵
器の役割低減を米国の目標とし、核のリスクを削減する
ため、他の核保有国との関与を追求し続ける考えを表明
した。米国の核兵器の役割として、①戦略的攻撃の抑止、
②同盟国及びパートナーに対する保証、③抑止が破れた
場合における米国の目標達成を掲げ、トランプ政権期の
2018年に発表されたNPRにおいて核兵器の役割の一

8	 核の3本柱は、「ICBMミニットマンⅢ」、「SLBMトライデントⅡD5搭載の戦略原子力潜水艦」及び「核巡航ミサイル及び核爆弾を搭載する戦略爆撃機
B-52及びB-2」からなる。

つとして掲げられた「将来の不確実性に対するヘッジ」
は、今回、役割として除外されている。また、宣言的政策
として、核兵器の基本的な役割は、敵の核攻撃を抑止す
ることであり、極限の状況下においてのみ核兵器の使用
を検討するとし、「先行不使用」及び「唯一の目的」を含
めた宣言的政策については検討したが、米国、同盟国及
びパートナーに戦略レベルの損害を与え得る、相手側の
非核能力を踏まえれば、このような政策は許容できない
リスクをもたらすと判断して採用しないものの、「唯一
の目的」への移行目標は保持するとの考えを示した。

米国の核抑止戦略は、敵対者に合わせた戦略が必要と
の認識のもと、対中国では柔軟な抑止戦略・戦力態勢を
維持する一方、対ロシアでは大規模攻撃及び地域の限定
的な攻撃を抑止するため、近代化した核の3本柱8を配備
し、柔軟に調整可能な核戦力により、核の3本柱を補強
すると言及した。近代化された3本柱を維持することに
より、いかなる戦略攻撃にも耐え、必要に応じて抑止戦
略を調整し、拡大抑止のコミットメントを支え同盟国に
保証を与えることが可能になるとして、核抑止力に空白
が生じないよう、多くの兵器が設計寿命を越えている3
本柱の換装計画を推進する考えを示した。柔軟に調整可
能な核戦力として、現在運用中の低出力核弾頭搭載潜水
艦発射弾道ミサイル（S

Submarine-Launched Ballistic Missile
LBM）は維持するが、前回の

NPRで示された海洋発射型核搭載巡航ミサイル計画は
中止を表明した。また、NATOの核任務を支援するた
め、核・非核両用機（D

Dual-Capable Aircraft
CA）の役割をF-15EからF-35A

に移行する計画を示している。
なお、ロシアとの間で締結していた中距離核戦力

（I
Intermediate-Range Nuclear Forces
NF）全廃条約について、ロシアが条約を遵守していな

いとし て、2019年8月2日に 米 国 は 脱 退 し、同 月に
500km以上の飛距離を持つ通常弾頭仕様の地上発射型ミ
サイルの発射試験を実施するなど、同条約で発射試験や
生産・保有が規制されていた中距離射程を有する通常弾
頭搭載地上発射型ミサイルの開発を進めている。

また、2021年2月にロシアとの間で5年間の期限延
長を合意した新戦略兵器削減条約（新S

Strategic Arms Reduction Treaty
TART）につい

て、2023年2月にプーチン大統領が年次教書演説にお
いて、履行の一時停止を発表したことから、今後の核軍
備管理の動向が注目される。
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MDRは、NDSで掲げられた「統合抑止」の構想を色
濃く反映した内容になっており、米国を守り、攻撃を抑
止するための最優先分野と位置づけるミサイル防衛は、
敵の攻撃の利益を打ち消し、抑止が破れたとしても、被
害を局限することに資するとの考えが示されている。ま
た、グアムを含むあらゆる海外領土に対する攻撃は、米
国に対する直接攻撃とみなすと宣言し、グアムは「自由
で開かれたインド太平洋」を維持するために欠かせない
運用拠点であり、グアムの防衛は統合抑止の実現に資す
ると表明している。

6　2024会計年度予算
米国政府は、2023年3月に2024会計年度予算要求を

発表し、国防省予算要求額は前年度成立比約3.2％増と

なる約8,420億ドルを計上した。本予算について、国防
省は、中国を「対応を絶えず迫ってくる挑戦」と位置づ
け、中国への対応を優先する方針を示したNDSの実施
を支援する内容である旨説明している。

そのうえで、インド太平洋地域における対中抑止を強
化するための太平洋抑止イニシアティブに91億ドルを
要求し、ロシアの侵略に直面するウクライナ及び欧州の
同盟国などの支援を継続するための投資を行う考えを示
している。

また、装備品の取得・研究開発に過去最大の3,150億
ドル、イノベーション及び近代化の研究開発に過去最大
の1,450億ドルを要求している。兵力規模では、前年度
比約9,100人増となる130万5,400人の確保、装備品の
調達では、F-35戦闘機83機の調達などの目標が示され
た。

図表Ⅰ-3-1-1（米国の国防省費の推移）

	 22	 軍事態勢

1　全般
米軍の運用は、軍種ごとではなく、軍種横断的に編成

された統合軍（Unified Combatant Command）の指
揮のもとで行われており、統合軍は、機能によって編成
された4つの機能統合軍と、地域によって編成された7
つの地域統合軍から構成されている。

陸上戦力は、陸軍約46万人、海兵隊約17万人を擁し、
ドイツ、韓国、日本などに戦力を前方展開している。

海上戦力は、艦艇約970隻（うち潜水艦約70隻）約

720万トンを擁し、西太平洋及びインド洋に第7艦隊、
東太平洋に第3艦隊、南米及びカリブ海に第4艦隊、米
東海岸、北大西洋及び北極海に第2艦隊、東大西洋、地
中海及びアフリカに第6艦隊、ペルシャ湾、紅海及び北
西インド洋に第5艦隊を展開している。

航空戦力は、空軍、海軍と海兵隊を合わせて作戦機約
3,500機を擁し、空母艦載機を洋上に展開するほか、ド
イツ、英国、日本や韓国などに戦術航空戦力の一部を前
方展開している。

核戦力を含む戦略攻撃兵器については、2011年2月

 参照

図表Ⅰ-3-1-1 米国の国防省費の推移

（％）（億ドル）

（注）　1　Historical Tables（Outlays）による国防省支出額
2　2023年度の数値は推定額
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に発効した新STARTに基づく削減を進め、米国の配備
戦略弾頭9は1,420発、配備運搬手段は659発・機であ
ると公表した10。

また、サイバー空間での脅威の増大に対処するため、
2018年5月、戦略軍の隷下にあったサイバー軍を統合
軍に格上げした。

さらに、米国は2019年8月、地域別統合軍として宇
宙コマンドを創設するとともに、同年12月には6番目
の軍種として空軍省内に宇宙軍を創設している。

図表Ⅰ-3-1-2（統合軍の構成）

2　インド太平洋地域における現在の
軍事態勢

太平洋国家である米国は、インド太平洋地域に陸・
海・空軍、海兵隊及び宇宙軍の統合軍であるインド太平
洋軍を配置し、この地域の平和と安定のために、引き続
き重要な役割を果たしている。インド太平洋軍は、最も

9	 配備済のICBM及び潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）に搭載した弾頭並びに配備済みの重爆撃機に搭載した核弾頭（配備済みの重爆撃機は1つの核弾頭
としてカウント）

10	 2022年9月1日現在の数値であるとしている。
11	 本項で用いられている米軍の兵力数は、米国防省公刊資料（2022年9月30日現在）による現役実員数であり、部隊運用状況に応じて変動しうる。

広い地域を担当する地域統合軍であり、隷下には、統合
部隊である在韓米軍や在日米軍などが存在している。

インド太平洋軍は、太平洋陸軍、太平洋艦隊、太平洋
海兵隊、太平洋空軍、インド太平洋宇宙軍などから構成
されており、それらの司令部は全てハワイに置かれてい
る。

太平洋陸軍は、ハワイの第25歩兵師団、在韓米軍の陸
軍構成部隊である韓国の第8軍、また、アラスカ陸軍な
どを隷下に置くほか、日本に第1軍団の前方司令部・在
日米陸軍司令部など約2,500人を配置している11。

太平洋艦隊は、西太平洋とインド洋などを担当する第
7艦隊、東太平洋やベーリング海などを担当する第3艦
隊などを有している。このうち第7艦隊は、1個空母打
撃群を中心に構成されており、日本、グアムを主要拠点
として、領土、国民、シーレーン、同盟国その他米国の重
要な国益を防衛することなどを任務とし、空母、水陸両
用戦艦艇やイージス巡洋艦などを配備している。

太平洋海兵隊は、米本土と日本にそれぞれ1個海兵機
動展開部隊を配置している。このうち、日本には第3海
兵師団やF-35B戦闘機などを配備する第1海兵航空団
などに約2万人が展開しているほか、重装備などを積載
した事前集積船を西太平洋に配備している。

太平洋空軍は3個空軍を有し、このうち、日本の第5
空軍に3個航空団（F-16戦闘機、C-130輸送機などを装
備）を、韓国の第7空軍に2個航空団（F-16戦闘機など
を装備）を配備している。

図表Ⅰ-3-1-3（米軍の配備状況）、図表Ⅰ-3-1-4（イ
ンド太平洋地域への関与（イメージ））

 参照

 参照

図表Ⅰ-3-1-2 統合軍の構成

大統領

国防長官

統合参謀本部議長

アフリカ軍

戦略軍 輸送軍特殊作戦軍 サイバー軍

中央軍 欧州軍 北方軍 南方軍 宇宙コマンドインド太平洋軍

：機能別統合軍
：地域別統合軍
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図表Ⅰ-3-1-3 米軍の配備状況

アフリカ軍

中央軍

欧州軍

北方軍

南方軍

インド太平洋軍

 陸軍 ： 約2.7万人
 海軍 ： 約0.7万人
 空軍 ： 約3.0万人
 海兵隊 ： 約0.2万人
 総計 ： 約6.7万人

ヨーロッパ正面
 陸軍 ： 約46.1万人
 海軍 ： 約34万人
 空軍 ： 約32.8万人
 海兵隊 ： 約17.5万人
 総計 ： 約130.4万人

米軍の総兵力

陸軍 ： 約3.5万人
海軍 ： 約3.8万人
空軍 ： 約2.9万人
海兵隊 ： 約2.6万人
 総計 ： 約12.8万人

インド太平洋正面

（注）　１　資料は、米国防省公刊資料（2022年9月30日）などによる。
　　　２　インド太平洋正面の配備兵力数には、ハワイ・グアムへの配備兵力を含む。

図表Ⅰ-3-1-4 インド太平洋地域への関与（イメージ）

・2021年1月、2021年度国防授権法において、インド太平洋
地域における米国の抑止力の強化などを目的とする「太平
洋抑止イニシアティブ」を発表

【シンガポール】
・沿岸域戦闘艦（LCS）のロー
テーション展開

・P-8のローテーション展開

【インド】
・アパッチ攻撃ヘリ、C-17輸送機などを
供与

【ベトナム】
・空母がダナン港に寄港
（ベトナム戦争終結後初）
・米艦艇がカムラン港に
寄港

【南シナ海】
・米艦艇による航行の自由
作戦の実施

・複数の米空母打撃群によ
る演習の実施

【フィリピン】
・対テロ用装備品の比軍への提供
・共同演習（バリカタン）で上陸訓練の実施
・米軍がアクセス可能な基地の拡大合意
（5ヵ所から9ヵ所へ拡大）

【台湾】
・武器売却を決定
・米艦艇による台湾海峡通過
・2023年度国防授権法において、台湾抗たん
性強化法が成立し、5年間で最大100億ドル
の対外軍事融資を承認

【グアム】
・無人海洋偵察機の展開

【日本】
・MV-22オスプレイ、F-35Bの配備
・BMD対応型イージス艦の追加配備
・ドック型輸送揚陸艦の追加配備
・F-35Bを搭載可能な強襲揚陸艦「アメリカ」を配備
・無人機MQ-9の一時展開

【韓国】
・THAADの配備

【オーストラリア】
・海兵隊のローテーション展開
・米空軍航空機のローテーション展開を増加
・今後、陸軍及び海軍もローテーション展開す
ることを発表

・AUKUSのもと、2023年から攻撃型原子力
潜水艦の寄港を増加
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	第2節	 中国
	 11	 全般

中国は長い国境線と海岸線に囲まれた広大な国土に世
界最大の人口を擁し、国内に多くの異なる民族、宗教、
言語を抱えている。固有の文化、文明を形成してきた中
国特有の歴史に対する誇りと19世紀以降の半植民地化
の経験は、中国国民の国力強化への強い願いとナショナ
リズムを生んでいる。

中国国内には、人権問題を含む様々な問題が存在して
いる。共産党幹部などの腐敗・汚職のまん延や、都市部
と農村部、沿岸部と内陸部の間の経済格差のほか、都市
内部における格差、環境汚染などの問題も顕在化してい
る。さらに、最近では経済の成長が鈍化傾向にあるほか、
将来的には、人口構成の急速な高齢化に伴う年金などの
社会保障制度の問題も予想されており、このような政権
運営を不安定化させかねない要因は拡大・多様化の傾向
にある。さらに、チベット自治区や新

しんきょう
疆ウイグル自治区

などの少数民族の人権侵害に関する抗議活動も行われて
いる。新疆ウイグル自治区の人権状況については、国際
社会からの関心が高まっている。また、香港では、2019
年以降の一連の大規模な抗議活動の発生を受け、2020
年6月には、「中華人民共和国香港特別行政区国家安全
維持法」が成立・施行され、同法違反による逮捕者が出
ているほか、「愛国者による香港統治」を掲げて変更され
た香港における選挙制度のもとで、2021年12月に実施
された立法会選挙では議席を「親中派」がほぼ独占する
など、施策に対する民衆の懸念が広がっている。

このような状況のもと、中国は社会の管理を強化して
いるが、インターネットをはじめとする情報通信分野の
発展は、民衆の行動の統制を困難にする側面も指摘され
ている一方、近年急速に発達する情報通信分野の技術が
社会の管理手段として利用される側面も指摘されてい
る。2014年以降、対外的な脅威以外にも、文化や社会な
ども安全保障の領域に含めるという「総体的国家安全観」
に基づき、中国は、国内防諜体制を強化するための「反
スパイ法」（2014年11月）、新たな「国家安全法」（2015
年7月）、国家統制の強化を図る「反テロリズム法」（2015
年12月）、海外NGOの取り締まりを強化する「域外
NGO域内活動管理法」（2016年4月）や「国家情報法」

（2017年6月）などを制定してきている。
「反腐敗」の動きは、習

しゅう・きんぺい
近平指導部発足以後、「虎もハ

エも叩く」という方針のもと大物幹部も下級官僚も対象
に推進され、党・軍の最高指導部経験者も含め「腐敗」
が厳しく摘発されている。習総書記が「腐敗は我々の党
が直面する最大の脅威である」としていることからも、

「反腐敗」の動きは今後も継続するとみられる。
習総書記は、こうした活動などを通じて、中国共産党

における権力基盤をより一層強固なものとしてきたが、
2022年10月に開催された中国共産党第20回全国代表
大会（第20回党大会）においては、「習総書記の党中央
の核心、全党の核心の地位を擁護し、党中央の権威と集
中的統一指導を擁護すること」を意味する「二つの擁護」
が党規約に義務として明記された。また、第20回党大会
直後に開催された中国共産党第20期中央委員会第1回
全体会議（一中全会）では、習総書記の3期目続投が決
定されるとともに、中国共産党の指導部を習総書記に立
場が近いとされる人物で固める人事が発表された。こう
した動きを通じ、習氏の意向がより直接的に中国の政策
決定に反映される環境が整いつつあると考えられる。

中国は、台湾は中国の一部であり、台湾問題は内政問
題であるとの原則を堅持しており、「一つの中国」の原則
が、中台間の議論の前提であり、基礎であるとしている。
また、中国は、外国勢力による中国統一への干渉や台湾
独立を狙う動きに強く反対する立場から、最大の努力を
尽くして平和的統一の未来の実現を目指すが、決して武
力行使の放棄を約束しないことをたびたび表明してい
る。2005年3月に制定された「反国家分裂法」では、「平
和的統一の可能性が完全に失われたとき、国は非平和的
方式やそのほか必要な措置を講じて、国家の主権と領土
保全を守ることができる」とし、武力行使の不放棄が明
文化されている。また、2022年10月、習総書記は、第
20回党大会における報告の中で、両岸関係について、

「最大の誠意をもって、最大の努力を尽くして平和的統
一の未来を実現」するとしつつも、「台湾問題を解決して
祖国の完全統一を実現することは、中華民族の偉大な復
興を実現する上での必然的要請」であり、「決して武力行
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使の放棄を約束せず、あらゆる必要な措置をとるという
選択肢を残す」との立場を改めて表明した。また、同党
大会で採択された改正党規約においても、「『台湾独立』
に断固反対し、阻止する」との文言を追加し、台湾独立
阻止を党の任務として位置づけた。

	 22	 軍事

1　全般
中国は、過去30年以上にわたり、透明性を欠いたま

ま、継続的に高い水準で国防費を増加させ、核・ミサイ
ル戦力や海上・航空戦力を中心に、軍事力の質・量を広
範かつ急速に強化している。その際、軍全体の作戦遂行
能力を向上させ、また、全般的な能力において優勢にあ
る敵の戦力発揮を効果的に阻害する非対称的な能力を獲
得することを目的として、情報優越を確実に獲得するた
めの作戦遂行能力の強化も重視している。具体的には、
敵の通信ネットワークの混乱などを可能とするサイバー
領域や、敵のレーダーなどを無効化して戦力発揮を妨げ
ることなどを可能とする電磁波領域における能力を急速
に発展させるとともに、敵の宇宙利用を制限することな
どを可能とする能力の強化も継続するなど、新たな領域
における優勢の確保を重視してきている。このような能
力の強化は、いわゆる「A2／AD」能力の強化や、より
遠方での作戦遂行能力の構築につながるものである。さ
らに、軍改革などを通じた軍の近代化により、実戦的な
統合作戦遂行能力の向上も重視している。加えて、技術
開発などの様々な分野において軍隊資源と民間資源の双
方向での結合を目指す軍民融合発展戦略を全面的に推進
しつつ、軍事利用が可能な先端技術の開発・獲得にも積
極的に取り組んでいる。中国が開発・獲得を目指す先端
技術には、将来の戦闘様相を一変させる技術、いわゆる
ゲーム・チェンジャー技術も含まれる。

また、第20回党大会における習近平総書記による報

告では、「機械化・情報化・智能化（インテリジェント
化）の融合発展を堅持」する旨が述べられており、中国
軍による人工知能（AI）の活用などに関する取組が注目
される。

作戦遂行能力の強化とともに、中国は、わが国の尖閣
諸島周辺における領海侵入や領空侵犯を含め、東シナ
海、南シナ海などにおける海空域において、力による一
方的な現状変更及びその試みを継続・強化し、日本海、
太平洋などでも、わが国の安全保障に影響を及ぼす軍事

いわゆる「アクセス（接近）阻止／エリア
（領域）拒否」（「A2／AD」）能力 とは

米国によって示された概念で、アクセス（接近）阻止（A2）能
力とは、主に長距離能力により、敵対者がある作戦領域に入る
ことを阻止するための能力を指す。また、エリア（領域）拒否

（AD）能力とは、より短射程の能力により、作戦領域内での敵
対者の行動の自由を制限するための能力を指す。

KEY WORD

軍民融合 とは
軍民融合は中国が近年国家戦略として推進する取組であり、緊
急事態を念頭に置いた従来の国防動員体制の整備に加え、緊急
事態に限られない平素からの民間資源の軍事利用や、軍事技術
の民間転用などを推進するものとされている。特に、海洋、宇
宙、サイバー、人工知能（AI）といった中国にとっての「新興領
域」とされる分野における取組が軍民融合の重点分野とされて
いる。

KEY WORD

中国共産党第20回党大会で報告を行う習近平総書記
【EPA＝時事】
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活動を拡大・活発化させている。特に海洋における利害
が対立する問題をめぐっては、高圧的とも言える対応を
継続させており、その中には不測の事態を招きかねない
危険な行為もみられる。また、台湾周辺での軍事活動も
活発化させてきている。さらに、軍事活動を含め、中露
の連携強化の動きが一層強まっている。

中国軍指導部がわが国固有の領土である尖閣諸島に対
する「闘争」の実施、「東シナ海防空識別区」1の設定や、
海・空軍による「常態的な巡航」などを軍の活動の成果
として誇示し、今後とも軍の作戦遂行能力の向上に努め
る旨を強調していることや、近年実際に中国軍が東シナ
海や太平洋、日本海といったわが国周辺などでの活動を
急速に拡大・活発化させてきたことを踏まえれば、これ
までの活動の定例化を企図しているのみならず、質・量
ともにさらなる活動の拡大・活発化を推進する可能性が
高い。こうした中国の対外的な姿勢や軍事動向などは、
わが国と国際社会の深刻な懸念事項であり、わが国の平
和と安全及び国際社会の平和と安定を確保し、法の支配
に基づく国際秩序を強化するうえで、これまでにない最
大の戦略的な挑戦であり、わが国の防衛力を含む総合的
な国力と同盟国・同志国などとの協力・連携により対応
すべきものである。

2　国防政策
中国は、国防政策の目標及び軍隊の使命・任務を、中

国共産党の指導、中国の特色ある社会主義制度及び中国
の社会主義現代化を支えること、国家の主権・統一・安
全を守ること、海洋・海外における国家の利益を守り、
国家の持続可能な「平和的発展」を支えること、国際的
地位にふさわしい、国家の安全保障と発展の利益に応じ
た強固な国防と強大な軍隊を建設すること、そして中華
民族の偉大なる復興という「中国の夢」を実現するため
に強固な保障を提供することなどであるとしている。な
お、中国は、このような自国の国防政策を「防御的」であ
るとしている2。

中国は国防と軍隊の建設に際し、政治による軍建設、
改革による軍強化、科学技術による軍振興、法に基づく

1 中国は2013年11月23日、尖閣諸島をあたかも「中国の領土」であるかのような形で含む「東シナ海防空識別区」を設定した。対象空域を飛行する航空機
に対し中国国防部の定める規則を強制し、従わない場合は中国軍による「防御的緊急措置」をとるとするなど上空飛行の自由の原則を不当に侵害するもの
である。東シナ海における現状を一方的に変更するこのような動きに対し、わが国のほか、米国、韓国、オーストラリア及び欧州連合（EU：European 
Union）も懸念を表明した。

2 国防白書「新時代における中国の国防」（2019年7月）による。

軍統治を堅持するとともに、「戦える、勝てる」実戦的能
力の追求、軍民融合の一層の重視、機械化・情報化・智
能化の融合発展の推進により、「中国の特色ある近代軍
事力の体系」を構築するとの方針を掲げている。これは、
世界の軍事発展の動向に対応し、情報化局地戦に勝利す
るとの軍事戦略に基づいて、軍事力の情報化を主眼とし
ていた方針が深化したものと考えられる。こうした中国
の軍事力強化は、台湾問題への対処、具体的には台湾の
独立及び外国軍隊による台湾の独立支援を抑止・阻止す
る能力の向上が最優先の課題として念頭に置かれ、これ
に加えて近年では、拡大する海外権益の保護などのた
め、より遠方の海域での作戦遂行能力の向上も課題とし
て念頭に置かれているものと考えられる。

また、中国は、軍事や戦争に関して、物理的手段のみ
ならず、非物理的手段も重視しているとみられ、「三戦」
と呼ばれる「輿

よ
論
ろん

戦」、「心理戦」及び「法律戦」を軍の政
治工作の項目としているほか、軍事闘争を政治、外交、
経済、文化、法律などの分野の闘争と密接に呼応させる
との方針も掲げている。

国防と軍隊の建設の今後の目標について、中国は、第
19回党大会（2017年10月）の習総書記の報告や2019
年に公表された国防白書において、①2020年までに機
械化を基本的に実現し、情報化を大きく進展させ、戦略
能力を大きく向上させる、②2035年までに国防と軍隊
の現代化を基本的に実現する、③21世紀中葉までに中
国軍を世界一流の軍隊に全面的に築き上げるよう努める
としている。

前述の第一段階の目標年である2020年10月に開催
された五中全会では、2027年に建軍百年の奮闘目標の
実現を確保することが発表され、2021年の六中全会に
おけるいわゆる「歴史決議」では、2027年までの建軍百
年の奮闘目標の実現を第一段階とし、前述の2035年及
び21世紀中葉までの目標の達成を第二・第三段階とす
る新「三段階発展戦略」の策定が明記された。さらに、
2022年の第20回党大会における報告においては、世界
一流の軍隊を「早期に」構築することが社会主義現代化
国家の全面的建設の戦略的要請であることを新たに明記
しており、21世紀中葉までに実現するとしてきた「世界
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一流の軍隊建設」について、目標の前倒しを検討してい
る可能性がある。

中国は、軍近代化の水準と国家の安全保障に必要な水
準との間、中国軍と世界の先進的な軍の水準との間には
未だ大きな格差があるとの認識を示している。中国は、

「世界一流の軍隊」とは何を意味するか定義していない
が、米軍と同等か、場合によってはそれを上回る軍事力
を開発しようとしている可能性が指摘されている。さら
に、中国は先端技術を習得し、「イノベーション大国」に
なることで、「智能化戦争」を可能にする「世界一流の軍
隊」の建設を目指していることも指摘されている3。これ
らを踏まえると、中国は、米軍との軍事力格差のオフ
セットを企図し、そのためには軍隊の「智能化」が必要
条件であると認識している可能性が示唆され、将来的に

「智能化戦争」で米軍に「戦える、勝てる」軍隊の建設を
目指していくものと考えられる4。

このような認識のもとで、国力の向上に加え、3期目
に入った習総書記の中国共産党における権力基盤の強化
や中央軍事委員会5主席としての権力のより一層の掌握
を背景に、軍近代化の動きは今後さらに加速すると見込
まれる。

3　国防政策や軍事に関する透明性
中国は、従来から、軍事力強化の具体的な将来像を明

確にしておらず、軍事や安全保障に関する意思決定プロ
セスの透明性も十分確保されていない。中国は1998年
以降、ほぼ2年ごとに国防白書を公表してきており、直
近では2019年7月に、約4年ぶりとなる「新時代におけ
る中国の国防」と題する国防白書が公表されているが、
そこにおいても、具体的な装備の保有状況、調達目標及
び調達実績、主要な部隊の編成や配置、軍の主要な運用
や訓練実績、国防費の内訳などについて十分に明らかに
していない。

また、中国軍の活動について、当局が事実と異なる説
明を行う事例や事実を認めない事例も確認されており、

3 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2021年）による。
4 軍事の「智能化」は後発の軍が一足飛びの発展を遂げる絶好の機会を提供するものであり、それによって急速に（他の先進レベルにある軍を）超えること

が可能であるとの見解がある。
5 中国軍の指導・指揮機関。形式上は中国共産党と国家の二つの中央軍事委員会があるが、党と国家の中央軍事委員会の構成メンバーは基本的には同一であ

り、いずれも実質的には中国共産党が軍事力を掌握するための機関とみなされている。
6 中国の公表国防予算は、急速なペースで増加しており、2023年度にはわが国の防衛関係費の約4.7倍に達している。なお、わが国の防衛関係費は、約20

年間で約1.3倍（30年間では約1.4倍）である。

中国の軍事に関する意思決定や行動に懸念を生じさせて
いる。例えば、2018年1月には、中国海軍潜水艦による
わが国尖閣諸島周辺の接続水域内の潜水航行が確認され
たが、中国はその事実を認めていない。同様に、2020年
6月及び2021年9月に奄美大島周辺の接続水域におい
て確認された中国国籍と推定される潜水艦の事例におい
て、中国はその事実を認めておらず、むしろ日本側が誇
大宣伝していると批判する中国系メディアの報道もあっ
た。

同様に、中国の軍事に関する意思決定や行動に懸念を
生じさせるような説明は、中国が軍事拠点化をはじめと
する力による一方的な現状変更とその既成事実化を進め
る南シナ海に関してもみられる。習国家主席は2015年
9月、米中首脳会談後の会見で、南シナ海で「軍事化を追
求する意図はない」と述べていたが、その後2016年2
月、王

おう・き
毅外交部長（当時）は、南シナ海における施設は中

国が国際法に基づき「必要な防衛施設」を整備している
ものと説明した。さらに、2017年には、公式メディアに
おいて、中国は「必要な軍事防衛を強化」するために南
シナ海の島・岩礁の面積を合理的に拡大したとの主張も
みられた。

中国は、政治面、経済面に加え、軍事面においても国際
社会で大きな影響力を有するに至っている。中国に対す
る懸念を払拭するためにも、中国が国際社会の責任ある
国家として、国防政策や軍事に関する透明性を向上させ
ていくこととともに、自らの活動に関して事実に即した
説明を行い、国際的な規範を共有・遵守することがます
ます重要になってくる。今後、具体的かつ正確な情報開
示などを通じて透明性を高めていくことが強く望まれる。

4　国防費
中国は、2023年度の国防予算を約1兆5,537億元（1

元＝20円で機械的に換算すると、日本円で約31兆740
億円）と発表した6。これは中国側の発表によれば、前年
度予算額から約7.2％の伸びとなる。中国の公表国防予
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算は、1989年度から2015年度までほぼ毎年2桁の伸び
率を記録する速いペースで増加してきており、公表国防
予算の名目上の規模は、1993年度から30年間で約37
倍、2013年度から10年間で約2.2倍となっている。中
国は、国防建設を経済建設と並ぶ重要課題と位置づけて
おり、経済の発展に合わせて、国防力の向上のための資
源投入を継続してきたと考えられるが、公表国防予算増
加率が経済成長率（国内総生産（GDP）増加率）を上回
る年も少なくない。中国経済の成長の鈍化が、今後の国
防費にどのような影響を及ぼすか注目される。

また、中国が国防費として公表している額は、実際に
軍事目的に支出している額の一部にすぎないとみられ
る。例えば、外国からの装備購入費や研究開発費などは
公表国防費に含まれていないとみられ、米国防省の分析
によれば、2021年の中国の実際の国防支出は公表国防
予算よりも著しく多いとされる7。

国防費の内訳については、過去の国防白書において
2007年度、2009年度及び2010～2017年度の公表国防
費に限り、人員生活費、訓練維持費及び装備費それぞれ
の内訳（2007年度及び2009年度の国防費については、
さらに現役部隊、予備役部隊及び民兵別）が明らかにさ
れたものの、それ以上の詳細は明らかにされていない。

7 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2022年）による。

図表Ⅰ-3-2-1（中国の公表国防予算の推移）

5　軍事態勢
中国の武装力は、人民解放軍、人民武装警察部隊（武

警）と民兵から構成され、中央軍事委員会の指導及び指
揮を受けるものとされている。人民解放軍は、陸・海・
空軍、ロケット軍、戦略支援部隊、聯

れん
勤
きん

保障部隊などか
らなり、中国共産党が創建、指導する人民軍隊とされて
いる。

なお、武警は主にパトロール、突発事態対処、対テロ、
海上における権益擁護・法執行、緊急救援、防衛作戦な
どに従事するものとされ、民兵は平時においては経済建
設などに従事しつつ、有事には戦時後方支援任務を負う
ものとされる。

（1）軍改革
中国は、近年、建国以来最大規模とも評される軍改革

に取り組んできたとされる。2015年11月、習主席は軍
改革の具体的方向性について初めて公式の立場を表明
し、軍改革を2020年までに推進する旨発表した。

2016年末までに、「首から上」と呼ばれる軍中央レベ

 参照

図表Ⅰ-3-2-1 中国の公表国防予算の推移

わが国の2023年度
防衛関係費は、
6兆6,001億円
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（注） 「国防費」は、「中央一般公共予算支出」（2014年以前は「中央財政支出」と呼ばれたもの）における「国防予算」額。「伸び率」は、対前年
度当初予算比。ただし、2002年度の国防費については対前年度増加額・伸び率のみが公表されたため、これらを前年度の執行実績か
らの増加分として予算額を算出。また、16年度及び18 ～ 23年度は「中央一般公共予算支出」の一部である「中央本級支出」における
国防予算のみが公表されたため、その数値を「国防費」として使用。伸び率の数値は中国公表値を含む。

国防費（億元）
伸び率（％）
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ルの改革は概成したとされる。具体的には、従来の「七
大軍区」が廃止され、作戦指揮を主導的に担当する「五
大戦区」、すなわち東部、南部、西部、北部及び中部戦区
が新編された。また、海軍・空軍指導機構と同格の陸軍
指導機構、ロケット軍、戦略支援部隊、聯勤保障部隊も
成立した。さらに、中国軍全体の指導機構が、統合参謀
部、政治工作部、後勤保障部、装備発展部など、中央軍事
委員会隷下の15の職能部門へと改編された。2017年以
降、「首から下」と呼ばれる現場レベルでの改革にも本格
的に着手しながら、軍改革は着実に進展していると考え
られる。例えば、着上陸作戦などを任務とするとされる
海軍陸戦隊の編制拡大や、武警の指導・指揮系統の中央
軍事委員会への一元化、陸軍集団軍の18個から13個へ
の改編、30万人の軍の人員削減、海警部隊（海警）の武
警隷下への編入などが確認された。

これら一連の改革は、統合作戦遂行能力の向上ととも
に、平素からの軍事力整備や組織管理を含めた軍事態勢
の強化を図ることにより、より実戦的な軍の建設を目的
としていると考えられる。また、指導機構の改編は、指
導機構の分権化による軍中央での腐敗問題への対応がね
らいであるとの指摘もある。なお、第20回党大会（2022
年10月）後の一中全会において、張

ちょう・ゆうきょう
又侠が中央軍事委

員会副主席に留任するなど、中央軍事委員会には、習主
席と関係が深く、信頼が厚いとされる人物が、積極的に
登用されている。こうしたことから、中央軍事委員会、
ひいては軍に対する習主席の指導力のさらなる強化が図
られているものと考えられる。

（2）核戦力及びミサイル戦力
中国は、核戦力及びその運搬手段としてのミサイルに

ついて、1950年代半ば頃から独自の開発努力を続けて
おり、抑止力の確保、通常戦力の補完及び国際社会にお
ける発言力の確保を企図しているものとみられている。
核戦略に関して、中国は、核攻撃を受けた場合に、相手
国の都市などの少数の目標に対して核による報復攻撃を
行える能力を維持することにより、自国への核攻撃を抑
止するとの戦略をとっているとみられている。そのうえ
で、中国は、核兵器の「無条件の先行（第一）不使用」、非
核兵器国及び非核兵器地帯に対しては無条件で核兵器の

8 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2022年）による。
9 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2022年）による。

使用及び使用の威嚇を行わないとする「無条件の消極的
安全保証」、自らの核戦力を国家の安全保障に必要とな
る最低限のレベルに維持するといった核戦略を堅持する
と表明しているが、一方で、近年はこうした説明に疑問
を呈する指摘もある8。さらに、米露間で戦略核戦力の上
限を定めた新戦略兵器削減条約（新START）の枠組み
について、米国から参加を求められているが、中国は一
貫して参加を拒否している。

また、1990年代以降は通常ミサイル戦力の増強も重
視してきたとみられるが、世界の軍事動向における精密
打撃能力の重要性の高まりがその背景として指摘されて
いる。中国は核戦力の近代化・多様化・拡大を目指して
おり、陸海空の核運搬手段に投資してその数を増やすと
ともに、2021年に運用可能な核弾頭の保有数が400発
を超え、また、核戦力の拡大のペースを維持した場合、
2035年までに1500発の核弾頭を保有する可能性があ
るとの指摘もあり9、対米抑止力強化を企図して、核・ミ
サイル戦力を今後も引き続き重視していくものと考えら
れる。

中国は、大陸間弾道ミサイル（I
Intercontinental Ballistic Missile

CBM）、潜水艦発射弾
道ミサイル（S

Submarine-Launched Ballistic Missile
LBM）、中距離弾道ミサイル（I

Intermediate-Range Ballistic Missile
RBM）、準

中距離弾道ミサイル（M
Medium-Range Ballistic Missile

RBM）、短距離弾道ミサイル
（S

Short-Range Ballistic Missile
RBM）といった各種類・各射程の弾道ミサイルを保

有している。これらの弾道ミサイル戦力は、液体燃料推
進方式から固体燃料推進方式への更新による残存性及び
即応性の向上が行われているほか、射程の延伸、命中精
度の向上、終末誘導機動弾頭（M

Maneuverable Re-entry Vehicle
aRV）化や個別目標誘

導複数弾頭（M
Multiple Independently targetable Re-entry Vehicle

IRV）化などの性能向上が図られている
とみられている。

戦略核戦力であるICBMについては、これまでその主
力は固定式の液体燃料推進方式のミサイルDF-5であっ
た。近年、中国は、固体燃料推進方式で、発射台付き車両

（T
Transporter-Erector-Launcher

EL）に搭載される移動型のDF-31を配備している。
また、中国は射程約11,200kmで10個の弾頭を搭載可
能とされる新型ICBMであるDF-41を開発しており、
DF-41は2019年10月に行われた建国70周年を記念す
る軍事パレードにおいて初めて登場した。また、中国は
ICBMサイロの建設を進めており、2021年に、新しい
ICBMサイロの数は少なくとも300に達したと指摘され
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ている10。
SLBMについては、射程約7,200kmとみられている

JL-2を搭載するためのジン級弾道ミサイル搭載原子力
潜水艦（S

Ballistic Missile Submarine Nuclear-Powered
SBN）が運用中とみられ、ジン級SSBNの核抑

止パトロールにより、戦略核戦力は大幅に向上するもの
と考えられる。加えて、射程12,000kmに達するとされ
る射程延伸型のSLBM JL-3がジン級SSBNにすでに搭
載されているとの指摘もある。

中国の保有するミサイル戦力は、米国とロシア間の中
距離核戦力（I

Intermediate-range Nuclear Forces
NF）全廃条約の枠組みの外に置かれてき

て お り、中 国 は 同 条 約 が 規 制 し て い た 射 程500～
5,500kmの地上発射型ミサイルを多数保有し、地上発
射型弾道・巡航ミサイルについては米国に先んじている
との指摘もある11。わが国を含むインド太平洋地域を射
程に収めるIRBM/MRBMについては、TELに搭載され
る移動型で固体燃料推進方式のDF-21やDF-26があり、
これらは、通常・核両方の弾頭を搭載することが可能と
される。中国はDF-21を基にした命中精度の高い通常
弾頭の弾道ミサイルを保有しており、空母などの洋上の
艦艇を攻撃するための通常弾頭の対艦弾道ミサイル

（A
Anti-Ship Ballistic Missile

SBM）DF-21D（空母キラーとも呼称される）を配備
している。また、グアムを射程に収めるDF-26（グア
ム・キラーとも呼称される）は、DF-21Dを基に開発さ
れた「第2世代ASBM」とされており、2018年4月、「戦
闘序列に正式に加わった」として部隊配備が公表された。
さらに、中国は、射程1,500km以上の長射程の対地巡航
ミサイルであるCJ-20（CJ-10）及びこの巡航ミサイル
を搭載可能なH-6爆撃機を保有している。これらは、弾
道ミサイル戦力を補完し、わが国を含むインド太平洋地
域を射程に収める戦力とみられている。また、2019年
10月の建国70周年軍事パレードにおいては、超音速巡
航ミサイルとされるCJ-100/DF-100も初めて展示され
た。これらASBM及び巡航ミサイルの戦力化は、「A2／
AD」能力の強化につながるものと考えられる。SRBM
については、固体燃料推進方式のDF-16、DF-15及び
DF-11を多数台湾正面に配備しており、わが国固有の領
土である尖閣諸島を含む南西諸島の一部もその射程に
入っているとみられる。

また、中国は、ミサイル防衛の突破が可能な打撃力を

10 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2022年）による。
11 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2020年）による。
12 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2022年）による。

獲得するため、弾道ミサイルに搭載して打ち上げる複数
モデルの極超音速滑空兵器の開発を急速に推進している
とみられ、2014年以降飛翔試験が行われてきたと報じ
られている。2019年10月の建国70周年軍事パレード
においては、極超音速滑空兵器を搭載可能なMRBMと
さ れ るDF-17が 初 め て 登 場 し、米 国 防 省 は 中 国 が
DF-17の運用を2020年には開始し、一部の古い短距離
弾道ミサイルがDF-17に置き換えられる可能性がある
旨を指摘している12。また、2018年8月には、「ウェーブ
ライダー」と呼ばれる形状の極超音速飛翔体の実験を

DF-17準中距離弾道ミサイル

【諸元・性能】
最大射程：2,000km

【概説】
DF-16短距離弾道ミサイルを
ベースに開発されたとされ、
極超音速滑空兵器（HGV）を
搭載可能とされる準中距離弾
道ミサイル。2019年10月の
建国70周年軍事パレードで
初めて登場した。

極超音速滑空兵器を搭載可能とされ
るDF-17準中距離弾道ミサイル
【Avalon/時事通信フォト】

DF-41大陸間弾道ミサイル

【諸元・性能】
最大射程：11,200km

【概説】
2019年10月の建国70周年
軍事パレードで初めて登場し
た新型大陸間弾道ミサイル。
10個の個別目標誘導複数弾
頭（MIRV）を搭載可能とされ
るとともに、高い精度での攻
撃が可能とされる。

DF-41大陸間弾道ミサイル
【Imaginechina/時事通信フォト】

JL-2潜水艦発射弾道ミサイル

【諸元・性能】
最大射程：7,200km

【概説】
中国海軍の戦略核戦力とされ
る潜水艦発射弾道ミサイル

（SLBM）。戦略核戦力のさら
なる強化のために射程を延伸
し たJL-3 SLBM（ 最 大 射 程
12,000～14,000km）の開
発・配備が指摘されている。

JL-2潜水艦発射弾道ミサイル
【Avalon/時事通信フォト】
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行ったとされる。さらに、2021年7月に初めて極超音速
滑空兵器を搭載したICBMの軌道打ち上げを実施し、
100分超にわたり約4万キロ飛行したのち、目標に直撃
はしなかったものの、近傍に着弾したとされる13。

極超音速滑空兵器の進化は著しく、複数の弾頭が前述
の新型ICBMであるDF-41に装着される可能性がある
とされているほか、中国は大陸間射程の極超音速滑空兵
器を試験中との指摘もある。さらに、運搬ロケットは
DF-41に由来する可能性が高く、これはDF-17と比較
して極超音速滑空兵器の有効射程距離を大幅に延伸する
ことが可能であるだけでなく、より大きく、大重量の極
超音速滑空兵器を搭載可能であるとの指摘がある。

また、これらの兵器は、超高速で低高度を飛行し、高
い機動性を有することから、ミサイルによる迎撃がより
困難とされている。

中国は、HQ-19弾道ミサイル防衛システムなど、ミサ
イル防衛技術の開発にも力を入れているとみられる。
2010年以降、ミッドコース段階におけるミサイル迎撃

13 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2022年）による。
14 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2022年）による。
15 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2022年）による。

実験を行ってきているとされており、直近では2021年
2月に同実験を実施しているが、これは、IRBMなどへ
の対処能力の獲得を企図しているとの指摘もある14。ま
た、2019年5月には、ロシアから導入したS-400対空ミ
サイルシステム2基が北京近郊に配備されたと報じら
れ、同年10月には、ロシアのプーチン大統領が、ロシア
が中国の「ミサイル攻撃早期警戒システム」構築を支援
している旨述べている。さらに米国防省は、おそらく中
国が2022年時点で少なくとも3基の早期警戒衛星を軌
道上に有していると指摘している15。

中国は迎撃ミサイル及び警戒システムを含む弾道ミサ
イル防衛システムの構築に取り組んでおり、弾道ミサイ
ル防衛技術は衛星破壊用ミサイルへの応用可能性を有す
ることからも、中国のミサイル防衛の今後の動向が注目
される。

図表Ⅰ-3-2-2（中国（北京）を中心とする弾道ミサイ
ルの射程（イメージ））、図表Ⅰ-3-2-3（中国の地上発
射型弾道ミサイル発射機数の推移）

 参照

図表Ⅰ-3-2-2 中国（北京）を中心とする弾道ミサイルの射程（イメージ）

（注）　上記の図は、便宜上北京を中心に、各ミサイルの到達可能距離を概略のイメージとして示したもの
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DF-3/Aの最大射程

4,000km DF-26の最大射程

DF-4の最大射程

DF-31/A/AGの最大射程

DF-5/A/Bの最大射程
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（3）陸上戦力
陸上戦力は、約97万人とインド、北朝鮮に次いで世界

第3位である。中国は、部隊の小型化、多機能化、モ
ジュール化を進めながら、作戦遂行能力に重点を置いた
軍隊を目指している。具体的には、これまでの地域防御
型から全域機動型への転換を図り、歩兵部隊の自動車
化、機械化を進めるなど機動力の向上を図っているほ
か、空挺部隊（空軍所属）、陸軍・海軍所属の水陸両用部
隊、特殊部隊及びヘリコプター部隊の強化を図っている
ものと考えられる。

なお、海軍陸戦隊はいまだ増強の過程にあるとされ、
遠征部隊として必要な装備の取得や訓練を実施している
ところとされる。一方で、民間のR

ロ ー ロ ー
ORO船16の活用を含

めて、水陸両用作戦の訓練も重ねており、こういった活
動は、海軍陸戦隊が、台湾をめぐるシナリオにおいて、
複数の役割のために柔軟に活用されることを示唆すると
指摘されている17。

中国は、「跨
こ

越
えつ

」、「火力」及び「利
り

刃
じん

」といった、複数の
区域に跨がる機動演習を定期的に実施している。これは、
陸軍の長距離機動能力、民兵や公共交通機関の動員を含
む後方支援能力など、陸軍部隊を遠隔地に展開するため
に必要な能力の検証・向上などを目的とするものであ
る。また、2014年以降は「統合（聯合）行動」で兵種合

16 Roll-on-Roll-off船。一般に、貨物を積んだ車両が自走して乗り込み、そのまま運搬できる船を指す。
17 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2022年）による。
18 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2022年）による。
19 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2021年）による。
20 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2022年）による。

同・軍種統合演習が実施されている。さらに、実戦的な
作戦遂行能力向上のため、対抗訓練が多く取り入れられ
ているとされる。米国防省は、中国陸軍が、2021年、引
き続き統合訓練を重視するとともに、伝統的な訓練に加
えて沿岸防衛や渡海・着上陸などの演習を行ったと指摘
している18。これらの取組により、実戦的な統合作戦遂
行能力の向上を企図していると考えられる。

前述の武警は、各省や自治区などの行政区分に基づき
編成・設置される内衛部隊、固定された担任区域を持た
ず、地域をまたいで任務を遂行する機動部隊、国家の主
権、安全及び海上権益の擁護や法執行を行うとされる後
述の海警などから構成される。また、装甲車、回転翼機、
重機関銃などの装備を保有しているとされる。さらに、
武警は国内治安維持、人民解放軍との統合作戦に注力し
ており、即応性、機動性、対テロ作戦のための能力を開
発してきているとの指摘がある19。

図表Ⅰ-3-2-4（中国軍の配置（イメージ））

（4）海上戦力
海軍海上戦力は、北海、東海及び南海艦隊の3個の艦

隊から編成される。米海軍を上回る規模の艦艇を保有し、
世界最大とも指摘される海軍海上戦力20の近代化は急速
に進められており、海軍は、静粛性に優れるとされる国

 参照

図表Ⅰ-3-2-3 中国の地上発射型弾道ミサイル発射機数の推移

IRBM

ICBM

MRBM

SRBM

※　中国の保有する弾道ミサイルの発射機数、ミサイル数、弾頭数などについては、公表されていない。
※　本資料は、中国の保有する弾道ミサイルの発射機数について、「ミリタリーバランス」各年版を基に一般的な基準に

よりICBM、IRBM、MRBM及びSRBMに分類して示したもの。
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（基）
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産のユアン級潜水艦や、艦隊防空能力・対艦攻撃能力の
高いジャンカイII級フリゲートなどの水上戦闘艦艇の量
産を進めている。また、中国海軍最大規模のレンハイ級
駆逐艦を2023年4月までに少なくとも8隻就役させた。
レンハイ級駆逐艦は、最新鋭のルーヤンIII級駆逐艦の
約2倍に上る数の発射セル（112セル）を有する垂直ミ
サイル発射システム（V

Vertical Launch System
LS）などを搭載しているとされ、

このVLSは長射程の対地巡航ミサイルや超音速で着弾
するYJ-18対艦巡航ミサイルのほか、ASBMも発射可能
とされる。また、ミッドコース段階における弾道ミサイ
ル対処の発射母体として考えられているとの指摘21や、
対艦の極超音速滑空兵器を搭載可能とする構想が示唆さ
れているとの指摘があり、同艦は、今後、中国海軍にお
ける長射程ミサイル能力の鍵となる可能性がある。大型
の揚陸艦や補給艦の増強なども行っており、2019年9
月以降、大型のユーシェン級（Type-075）揚陸艦が順次
進水し、2021年4月には、1番艦「海

かい なん
南」が南部戦区に、

同年12月に、2番艦「広
こう

西
せい

」が東部戦区に就役し、さら
に3番艦「安

あん
徽
き

」もすでに就役したとされる。さらに、
ユーシェン級揚陸艦に続くType-076揚陸艦の建造の可

21 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2022年）による。

能性も指摘されている。また、2017年9月以降、空母群
への補給を任務とするフユ級高速戦闘支援艦（総合補給
艦）が就役している。

空母に関しては、初の空母「遼
りょうねい

寧」が2012年9月に就
役後、南シナ海、東シナ海、太平洋などで活動を行って
いる。2017年4月に進水した中国初の国産空母（中国2
隻目の空母）については、2019年12月、「山

さん
東
とう

」と命名
され南シナ海に面した海南島三亜において就役した。「山
東」は「遼寧」の改良型とされるスキージャンプ式の空
母であり、搭載航空機数の増加などが指摘されている。
さらに、2隻目の国産空母（中国3隻目の空母）「福

ふっ
建
けん

」
を建造中であり、この空母は固定翼早期警戒機などを運
用可能な電磁式カタパルトを装備する可能性があるとの
指摘や、将来的な原子力空母の建造計画が存在するとの
指摘がある。

また、中国は軍事利用が可能な無人艦艇（U
Unmanned Surface Vehicle

SV）や無
人潜水艇（U

Unmanned Underwater Vehicle
UV）の開発・配備も進めているとみられ

る。こうした装備は、比較的安価でありながら、敵の海
上優勢、特に水中における優勢の獲得を効果的に妨害す
ることが可能な非対称戦力とされる。

図表Ⅰ-3-2-4 中国軍の配置（イメージ）

東部戦区
（司令部：南京）

（注1）　●戦区司令部　　戦区陸軍機関　　戦区海軍司令部
（注2）　戦区の区割りについては公式発表がなく、上地図は米国防省報告書や報道などを元に作成
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500km

65 令和5年版 防衛白書

第2節 中国

第
3
章

諸
外
国
の
防
衛
政
策
な
ど

第
Ⅰ
部

防衛2023_1-3-02.indd   65防衛2023_1-3-02.indd   65 2023/06/23   9:12:282023/06/23   9:12:28



このような海上戦力強化の状況などから、中国は近海
における防御に加え、より遠方の海域における作戦遂行
能力を着実に構築していると考えられる。また、近い将
来、中国海軍は潜水艦や水上戦闘艦艇から対地巡航ミサ
イルを使用して陸上目標に対して長距離精密打撃能力を
有するようになるとの指摘や、水上艦艇などや固定翼
機・回転翼機による対潜水艦戦闘（A

Anti-Submarine Warfare
SW）能力が著し

く向上している一方で深海におけるASW能力は十分で
はないとの指摘22もあり、引き続き関連動向を注視して
いく必要がある。

また、軍以外の武装力の一つである武警は、隷下に海
上権益擁護などを任務とするとされる海警を有してお
り、海警は北海、東海及び南海分局の3個の機関から編
成される。近年、海警に所属する中国船舶は大型化・武
装化が図られている。2022年12月末時点における満載
排水量1,000トン以上の中国海警船などは157隻23であ
り、中国海警は、世界最大規模の海上法執行機関である
とされるほか、保有船舶の中には世界最大級の1万トン
級の巡視船が2隻含まれるとみられる。また、砲のよう
なものを搭載した船舶も確認されている。また、新型船
舶は旧型船舶と比較して大幅に大型化・高性能化してお
り、その大半がヘリコプター設備や大容量放水銃、
20mm～76mm砲などを備えており、長期間の運用に耐
えることができ、より遠洋での活動が可能であると指摘
されている24。

さらに、軍と海警の連携強化も確認されている。中国
国務院公安部の指導のもとで海上における監視活動など
を実施してきた「中国海警局」は2018年7月、武警隷下
に「武警海警総隊」として移管され、中央軍事委員会に
よる一元的な指導及び指揮を受ける武警のもとで運用さ
れている。移管後、海軍出身者が海警トップをはじめと
する海警部隊の主要ポストに補職されたとされるなど、
軍・海警の連携強化は組織・人事面からも窺われる。ま
た、海軍の退役駆逐艦・フリゲートが海警に引き渡され
ているとされるなど、軍は装備面からも海警を支援して
いるとみられる。さらに、軍・海警が共同訓練を行って
いる旨も指摘されている。海警を含む武警と軍のこうし

22 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2022年）による。
23 海上保安庁「海上保安レポート2023」による。
24 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2022年）による。

た連携強化は、統合作戦運用能力の着実な強化を企図す
るものと考えられる。

こうした中、2020年6月には「中華人民共和国人民武
装警察法（武警法）」が改正され、武警の任務に「海上権
益擁護・法執行」を追加するとともに、武警は、党中央、
中央軍事委員会が集中・統一的に指導することが明記さ
れた。同法改正では、「海上権益擁護・法執行」任務の遂
行については、法律により別途規定するとされていたと
ころ、2021年1月、海警の職責や武器使用を含む権限を
規定した「中華人民共和国海警法」（海警法）が新たに成
立し、同年2月から施行された。中国外交部報道官は、
海警法の制定は中国全人代の通常の立法活動であり、中
国の海洋政策は変わっていないと説明しているが、一方
で、海警法には、曖昧な適用海域や武器使用権限など、
国際法との整合性の観点から問題がある規定が含まれて
いるとみられる。海警法によって、わが国を含む関係国
の正当な権益を損なうことがあってはならず、また、東
シナ海などの海域において緊張を高めることになること
は全く受け入れられない。また、米国や一部の周辺国は
同法に関する懸念を表明している。各国の中国に対する
懸念を払拭するためにも、中国には、今後、具体的かつ
正確な対外説明などを通じて透明性を高めていくことが
強く望まれる。

さらに、軍以外の武装力の一つである民兵の中でも、
いわゆる海上民兵が中国の海洋権益擁護のための尖兵的
役割を果たしているとの指摘がある。海上民兵について
は、南シナ海での活動などが指摘され、漁民や離島住民

空母「福建」

【諸元・性能】
満載排水量：80,000トン以上
速力：30ノット（時速約56 
km）
搭載機数：J-15戦闘機やKJ-
600早期警戒機など60～70
機

【概説】
中国2隻目の国産空母。電磁
式カタパルトを採用。2022
年6月、上海にて進水。（一般報道などの指摘）

2022年6月、上海にて進水した 
中国2隻目の国産空母「福建」
【中国通信/時事通信フォト】
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などにより組織されているとされている25。
海上において中国の「軍・警・民の全体的な力を十全

に発揮」する必要性が強調されていることも踏まえ、こ
うした非対称的戦力にも注目する必要がある。

25 このほか、海上民兵は、企業や個人の漁師から漁船を頻繁に借用する一方で、南シナ海において海上民兵のために国有の漁船団を設立しているとの指摘が
ある。南シナ海に隣接する海南省政府は、南沙諸島における活動を強化するため十分な資金援助を行いつつ、強力な船体と弾薬庫を備えた84隻の大型民
兵漁船の建造を命じ、民兵がこれらの船舶などを2016年末までに受領するとともに、この海上の部隊は、退役軍人から採用されており、職業軍人並みの
部隊であり、商業的な漁業活動とは別途に給料が支払われているとの指摘がなされている。

図表Ⅰ-3-2-5（海警の武警への編入）、図表Ⅰ-3-2-6
（中国海警船の勢力増強）

（5）航空戦力
航空戦力は、主に海軍航空部隊及び空軍から構成され

る。第4世代の近代的戦闘機としては、ロシアから
Su-27戦闘機、Su-30戦闘機及び最新型の第4世代戦闘
機とされるSu-35戦闘機の導入などを行っている。また、
国産の近代的戦闘機の開発も進めている。Su-27戦闘機
を模倣したとされるJ-11B戦闘機やSu-30戦闘機を模倣
したとされるJ-16戦闘機、国産のJ-10戦闘機を量産し
ている。空母「遼寧」にも搭載されているJ-15艦載機は、
ロシアのSu-33艦載機を模倣したとされる。さらに、第
5世代戦闘機とされるJ-20戦闘機の作戦部隊への配備
を進めるとともに、J-31（J-35）戦闘機の開発も行って
いる。なお、J-31（J-35）戦闘機は、J-15艦載機の後継機
の開発ベースとなる可能性も指摘されている。

爆撃機の近代化も継続しており、中国空軍は、核弾頭
対応とされる長射程の対地巡航ミサイルを搭載可能とさ
れるH-6爆撃機の保有数を増加させている。さらに、爆

 参照

図表Ⅰ-3-2-5 海警の武警への編入

※1　武警部隊の指導・指揮一元化（2018年1月1日）
※2　海警の武警への編入（2018年7月1日）
※3　武警法の改正（2020年6月21日）

→ 有事には、中央軍事委員会、又は、軍の戦区が武警隷下部隊を指揮する体制が確立
（参考）
武装警察に編入され、指揮を受ける中国海警局の範囲は不明
赤破線の範囲は、再編（2013年）前の中国海警局が有していた部隊

（※1）
（※3）

（※2）

中央軍事委員会

民兵

公安部

海警 海監 漁政 海関

海洋権益保護
（犯罪取締、海上治安維持・安全防衛、資源開発、漁業管理、密輸取締など）

海　巡

武装警察

中国海警局

海関総署

海事局

海上
交通管理

人民
解放軍

自然
資源部

農業
農村部

交通
運輸部

国務院（中央政府）

漁業局

図表Ⅰ-3-2-6 中国海警船の勢力増強
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撃機の長距離運用能力の向上を図っており、空中給油に
より長距離飛行が可能なH-6N爆撃機の運用を開始した
とされるほか、H-20とも呼称される新型の長距離ステ
ルス爆撃機を開発中とされており、こうした爆撃機に搭
載可能な核兵器対応の空中発射型弾道ミサイルの開発も
指摘されている。また、ステルス戦闘爆撃機の開発も指
摘されている。

このほか、H-6U及びIL-78M空中給油機やKJ-500及
びKJ-2000早期警戒管制機などの導入により、近代的な
航空戦力の運用に必要な能力を向上させる努力も継続し
ている。また、2016年7月以降、独自開発したY-20大
型輸送機の配備を進めているが、同輸送機をベースにし
た空中給油機であるY-20Uも2021年6月以降配備され
ている。

さらに、偵察などを目的に高高度において長時間滞空
可能な機体（H

High Altitude Long Endurance
ALE）や、ミサイルなどを搭載可能な機

体を含む多種多様な無人航空機（U
Unmanned Aerial Vehicle

AV）の自国開発も急
速に進めており、その一部については配備や積極的な輸
出も行っている。実際に、空軍には攻撃を任務とする無
人機部隊の創設が指摘されているほか、周辺海空域など
で偵察などの目的のためにUAVを頻繁に投入している。
なお、2022年11月の「中国国際航空宇宙博覧会」では、
有人戦闘機を支援する形での運用が指摘されるFH-97A
や、1万キロメートルを超える航続距離を持つとされる
偵察／攻撃型無人機WL-3などの無人機が初展示され
た。また、中国国内では低コストの小型UAVを多数使
用して運用する「スウォーム（群れ）」技術の向上も指摘
されている。

このような航空戦力の近代化状況などから、中国は、

国土の防空能力の向上に加えて、より遠方での戦闘及び
陸上・海上戦力の支援が可能な能力の向上を着実に進め
ていると考えられる。

図表Ⅰ-3-2-7（中国の主な海上・航空戦力）

（6）宇宙・サイバー・電磁波の領域に関する能
力

軍事分野での情報収集、指揮通信などは、近年、人工
衛星やコンピュータ・ネットワークへの依存を高めてい
る。そのような中、中国は、「宇宙空間及びネットワーク
空間は各方面の戦略的競争の新たな要害の高地（攻略ポ
イント）」であると表明し、紛争時に自身の情報システム
やネットワークなどを防護する一方、敵の情報システム
やネットワークなどを無力化し、情報優勢を獲得するこ
とが重要であると認識しているとみられる。実際に、
2015年末に設立された戦略支援部隊は、全軍に対する
情報面での支援を目的として宇宙・サイバー・電子戦に
関する任務を担当しているとみられる。

宇宙領域について、中国は、軍事目的での宇宙利用を
積極的に行っていることが指摘されており、中国の宇宙
利用にかかわる行政組織や国有企業が軍と密接な協力関
係にあると指摘されていることなども踏まえれば、中国
は宇宙における軍事作戦遂行能力の向上も企図している

 参照

J-20戦闘機

【諸元・性能】
最大速度：時速3,063km

【概説】
ステルス性を有する第5世代
戦闘機。2018年2月、作戦部
隊へのJ-20の引き渡しが開
始された旨、中国国防部が発
表。 J-20戦闘機

【Imaginechina/時事通信フォト】

H-6爆撃機

【諸元・性能】
最大速度：時速1,015km
主要兵装（H-6K）：空対地巡
航 ミ サ イ ル（ 最 大 射 程
1,500km超）

【概説】
国産爆撃機。H-6爆撃機は、
核弾頭を搭載できる巡航ミサイル（CJ-20）を搭載することが可能。

H-6爆撃機

中国国際航空宇宙博覧会で初展示された偵察／攻撃型無人機WL-3 
（2022年11月）【時事】
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と考えられる26。中国の宇宙プログラムは、世界で最も短
期間で発達したとされる。具体的には、近年、軍事目的に
も利用しうる人工衛星の数を急速に増加させており、例
えば、中国版GPSとも呼ばれ、弾道ミサイルといった誘
導機能を有する兵器システムへの利用などが指摘される
グローバル衛星測位システム「北斗」は、2018年末に全
世界での運用が開始され、2020年6月に本システムを構
成する全衛星の打ち上げが完了したとされる。

サイバー領域について、現在の中国の主要な軍事訓練
には、指揮システムの攻撃・防御両面を含むサイバー作
戦などの要素が必ず含まれているとの指摘がある。また、
敵のネットワークに対するサイバー攻撃は、中国の

26 米国家情報長官「世界脅威評価書」（2019年）による。

「A2/AD」能力を強化するものであると考えられる。な
お、中国の武装力の一つである民兵の中には、サイバー
領域における能力に秀でた「サイバー民兵」も存在する
と指摘されている。

さらに電磁波領域について、わが国周辺にたびたび飛
来しているY-8電子戦機のみならず、J-15艦載機やJ-16
戦闘機、H-6爆撃機の中にも、電子戦ポッドを備え、電
子戦能力を有するとみられるものの存在が指摘されてい
る。

（7）中国が進める軍事の「智能化」
中国が提唱する「智能化戦争」は「IoT情報システム

図表Ⅰ-3-2-7 中国の主な海上・航空戦力
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リゲートを保有
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に基づき、智能化された武器・装備とそれに応じた作戦
方法を用いて、陸、海、空、宇宙、電磁、サイバー及び認
知領域において展開する一体化した戦争」といわれてお
り、「認知領域」も将来の戦闘様相において重要なものと
認識されているとみられる。

また、「智能化戦争」に関し、中国軍は、
・・　新技術によって将来戦闘の速度とテンポが上昇し、

また、戦場での不確実性を低減して情報処理の速度と
質を向上させ、潜在的な敵に対する意思決定の優位性
を提供するためには、AIの運用化が必要であると認
識していること

・・　智能化されたスウォームによる消耗戦など、智能化
された戦争のための次世代の作戦構想を模索してい
ること

・・　無人システムを重要な智能化技術と考えており、ス
ウォーム攻撃、最適化された兵站支援、分散された情
報収集・警戒監視・偵察（I

Intelligence, Surveillance and Reconnaissance
SR）活動などを可能にす

るために、無人の陸・海・空のアセットの自律性を高
めることを追求していること

などが指摘されている27。

（8）総合作戦遂行能力構築に向けた動き
中国は、近年、前線から後方に至る分野において統合

作戦遂行能力を向上させる取組を進めている。中国共産
党が最高戦略レベルにおける意思決定を行うための「中
央軍事委員会統合作戦指揮センター」は、この一環とし
て設立されたと考えられる。また、2016年2月に新編さ
れた5つの戦区には、常設の統合作戦司令部があるとさ
れる。さらに、2022年10月には、東部戦区司令員を務
め統合部隊の指揮官経験を有する何

か・えいとう
衛東陸軍上将が中央

軍事委員会副主席に就任するなど、人事面においても統
合に向けた動きが注目される。同時に中国は、近年、実
戦を強く意識した軍種統合演習など統合作戦遂行能力を
向上させるための訓練も実施しているが、こうした動き
は、前述の組織改革などによる統合作戦遂行能力向上の
取組の実効性を確保することなどを目的としているもの
と考えられる。

習総書記は、2022年10月の第20回党大会における

27 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2022年）による。
28 2013年1月には、東シナ海の公海上で、中国海軍艦艇が海自護衛艦に対して火器管制レーダーを照射した事案（30日）及び中国海軍艦艇が海自護衛艦搭

載ヘリコプターに対して同レーダーを照射したと疑われる事案（19日）が発生している。火器管制レーダーの照射は、基本的に、火器の使用に先立って実
施する行為であり、これを相手に照射することは不測の事態を招きかねない危険な行為である。

報告において、統合作戦指揮系統を最適化するととも
に、実戦化訓練を踏み込んで推進し、統合訓練などを深
化させる旨を述べている。こうしたことからも、前述の
統合に向けた動きは今後とも進展していくと考えられ
る。

6　海空域における活動
（1）全般

近年、中国は、いわゆる第一列島線を越えて第二列島
線を含む海域への戦力投射を可能とする能力をはじめ、
より遠方の海空域における作戦遂行能力の構築を目指し
ていると考えられる。その一環として、海上・航空戦力
による海空域における活動を急速に拡大・活発化させて
いる。特に、わが国周辺海空域においては、訓練や情報収
集を行っていると考えられる海軍艦艇や海・空軍機、太
平洋やインド洋などの遠方へと進出する海軍艦艇、海洋
権益の保護などを名目に活動する中国海警局所属の船舶
が多数確認されている。このような活動には、中国海警
船によるわが国領海への断続的侵入のほか、自衛隊艦
艇・航空機への火器管制レーダーの照射28や戦闘機によ
る自衛隊機・米軍機への異常接近、「東シナ海防空識別
区」の設定といった上空における飛行の自由を妨げるよ
うな動きを含め、不測の事態を招きかねない危険な行為
を伴うものもみられ、強く懸念される状況となってお
り、また、極めて遺憾である。さらに、過去にわが国領空
内で確認されていた特定の気球型の飛行物体について、
中国が飛行させた無人偵察用気球と強く推定されてい
る。また、南シナ海においては、軍事拠点化を進めると
ともに、同地域における海空域での活動も拡大・活発化
させており、力による一方的な現状変更の既成事実化を
推し進めている。中国には、法の支配の原則に基づき行
動し、地域や国際社会においてより協調的な形で積極的
な役割を果たすことが強く期待される。

（2）わが国周辺海空域における軍の動向
近年、尖閣諸島に関する独自の主張に基づくとみられ

る活動をはじめ、中国海上・航空戦力は、尖閣諸島周辺
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を含むわが国周辺海空域における活動を拡大・活発化さ
せており、行動を一方的にエスカレートさせる事案もみ
られるなど、強く懸念される状況となっている。空自に
よる中国機に対する緊急発進の回数は、平成28（2016）
年度には851回と過去最多を更新し、以降も引き続き高
水準にある。また、インド洋などの遠方へと進出する海
軍艦艇によるわが国近海の航行や、太平洋、日本海など
への進出を伴う海上・航空戦力の訓練とみられる活動を
継続的に行ってきている。

また、近年中国軍の活動内容は質的な向上をみせてい
る。実戦的な統合作戦遂行能力の向上の動きもみられて
おり、わが国周辺海空域における軍の動向については、
引き続き重大な関心をもって注視する必要がある。
ア　東シナ海（尖閣諸島周辺を含む）での活動

東シナ海においては、中国海軍艦艇が継続的かつ活発
に活動している。中国側は尖閣諸島に関する独自の立場
に言及したうえで、管轄海域における海軍艦艇によるパ
トロールの実施は正当かつ合法的であるとしており、中
国海軍艦艇はわが国尖閣諸島に近い海域で恒常的に活動
している。また2016年6月には、ジャンカイI級フリ
ゲート1隻が海軍戦闘艦艇としては初めて尖閣諸島周辺
の接続水域に入域した。2018年1月には、潜水航行して
いたシャン級潜水艦及びジャンカイII級フリゲートそれ
ぞれ1隻が同日に尖閣諸島周辺の接続水域内に入域し
た。潜水艦による同接続水域内の潜水航行は、この時初
めて確認・公表された。また、2020年6月及び2021年
9月には、奄美大島周辺の接続水域において中国国籍と
推定される潜水艦の潜水航行が確認されている。

さらに、近年、海軍情報収集艦の活動も複数確認され
ている。2015年11月、尖閣諸島南方の接続水域の外側
の海域でドンディアオ級情報収集艦1隻が往復航行を実
施した。また、2016年6月には、同型情報収集艦1隻が、
口
くちの

永
え

良
ら

部
ぶ

島
じま

及び屋久島付近のわが国領海内を航行した
後、北大東島北方の接続水域内を航行し、その後、尖閣
諸島南方の接続水域の外側を東西に往復航行した。

2022年7月には、ジャンウェイⅡ級フリゲート1隻が
魚釣島南西の接続水域に入域した。また、2021年11月、
2022年4月、7月、9月、11月及び12月並びに2023年
2月に中国海軍シュパン級測量艦1隻が、口永良部島、
口之島及び屋久島付近のわが国領海内を航行した。

中国軍航空戦力も、平素から、尖閣諸島に近い空域も
含め、東シナ海で活発に活動を行っている。その中には、

警戒監視や空中警戒待機（C
Combat Air Patrol

AP）、訓練が含まれている
と考えられる。近年、中国軍航空戦力は、沖縄本島をは
じめとするわが国南西諸島により近接した空域において
活発に活動するようになっている。この活動は、「東シナ
海防空識別区」の運用を企図してのものである可能性が
ある。また、近年は、無人機の活動も活発化しており、
2022年7月、8月及び2023年1月に偵察／攻撃型無人
機TB-001、偵察型無人機BZK-005及び偵察型無人機
WZ-7といった無人機が単独で沖縄本島・宮古島間を
通過したことや、2022年11月に推定中国無人機1機が、
東シナ海から飛来し、尖閣諸島北方において一時南進し
た後、大陸方面へ飛行したことなどが確認されている。
イ　太平洋への進出

中国海軍の戦闘艦艇部隊によるわが国近海を航行して
の太平洋への進出及び帰投は、高い頻度で継続している。
進出経路については、沖縄本島・宮古島間の海域のほか、
大隅海峡や、与那国島と西表島近傍の仲ノ神島の間の海
域、奄美大島と横

よこ
当
あて

島
じま

の間の海域、津軽海峡や宗谷海峡
を中国海軍艦艇が通過する事例が確認されている。この
ような活動を通じ、中国はわが国近海の航行を伴う太平
洋への進出行動の常態化を企図しつつ、外洋へのアクセ
ス能力の向上、ひいては外洋での作戦遂行能力の向上も
目指しているものと考えられる。2016年12月には、複
数の艦艇とともに空母「遼寧」が東シナ海を航行し、沖
縄本島・宮古島間の海域を通過して初めて太平洋へ進出
した。その後、2018年4月、2019年6月、2020年4月、
2021年4月及び12月並びに2022年5月及び12月にも
空母「遼寧」は他の艦艇と共に太平洋へ進出した。太平
洋への進出に際して、南シナ海からバシー海峡を通過す
る事例や、東シナ海から沖縄本島と宮古島の海域を通過
する事例が確認されている。また、空母「遼寧」を含む艦
隊のこれらの航行の際には、太平洋上における艦載戦闘
機などの発着艦が頻繁に確認されている。また、2023
年4月には、空母「山東」の太平洋での活動が初めて確
認され、艦載戦闘機などの発着艦も確認された。

これらの活動は、空母をはじめとする海上戦力の能力
向上や、より遠方への戦力投射能力の向上を示すものと
して注目される。

航空戦力については、2013年7月に海軍航空部隊の
Y-8早期警戒機1機が沖縄本島・宮古島間を通過して太
平洋に進出したことが初めて確認され、2015年には、
空軍の太平洋進出も確認された。2017年以降、同空域
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の通過を伴う太平洋進出は一層活発になっており、同空
域を通過する軍用機の種類も年々多様化の傾向にある。
2016年までにはH-6K爆撃機やSu-30戦闘機、2017年
7月にはY-8電子戦機が確認された。また、ミサイル形
状の物体を搭載していた爆撃機も確認されている。こう
した爆撃機の飛行に関連して、米国防省は、中国軍が米
国及び同盟国を目標とした訓練などを実施しているとみ
られると指摘している29。さらに、飛行形態も変化して
きている。沖縄本島・宮古島間を経由し東シナ海から太
平洋へ進出した後に再び同じルートで引き返す飛行やバ
シー海峡方面から太平洋へ進出した後に再び同じルート
で引き返す飛行に加え、2016年11月以降、H-6K爆撃
機などによる台湾を周回するような飛行が確認されてい
る。2017年8月には、H-6K爆撃機が沖縄本島・宮古島
間を通過して太平洋に進出した後、紀伊半島沖まで進出
する飛行が初めて確認された。このように、太平洋への
進出を伴う爆撃機などによる長距離飛行の高い頻度での
実施や、飛行経路及び部隊構成の高度化などを通じ、航
空戦力は、わが国周辺などでのプレゼンス誇示や、実戦
的な作戦遂行能力のさらなる向上を企図しているとみら
れる。

また、太平洋進出を伴う空対艦攻撃訓練と思われる活
動など、海上・航空戦力による遠方における協同作戦遂
行能力の向上を企図したと考えられる活動も近年みられ
ている。太平洋における中国の海上・航空戦力による活
動は今後一層の拡大・活発化が見込まれる。
ウ　日本海での活動

日本海での活動については、従来から訓練などの機会
に活動していた海上戦力に加え、近年では、航空戦力の
活動も活発化している。2016年8月に中国海軍艦隊に
よる日本海での「対抗訓練」の実施が発表され、その際、
対馬海峡を通過して初めて日本海に進出したH-6爆撃
機2機を含む計3機がこの訓練に参加したと考えられる。

2017年12月には、中国空軍機（H-6K爆撃機）が対馬
海峡を通過して日本海へ進出した。その際、中国軍戦闘
機（Su-30戦闘機）の日本海進出も初めて確認された。
また、2018年2月には、Y-9情報収集機が日本海に進出
したが、対馬海峡の西水道（長崎県対馬と朝鮮半島の間
の海峡）の通過飛行はこの際に初めて確認されている。
2019年から2022年にかけてロシアとの爆撃機による

29 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2018年）による。

共同飛行を5度実施しているが、いずれも日本海を飛行
しているほか、中国機がロシア領空を通過して直接日本
海に進出する例もみられる。また、海上戦力については、
最近、情報収集艦による対馬海峡の通過が頻繁に確認さ
れている。

中国海上・航空戦力は、2018年以降、対馬海峡の通
過を伴う日本海での活動を一層活発化させている。日本
海における中国軍の活動は、今後とも拡大・活発化する
と考えられる。

（3）尖閣諸島などにおける中国海警船をはじめ
とする船舶・航空機の活動

わが国固有の領土である尖閣諸島周辺においては、中
国海警船がほぼ毎日接続水域において確認され、わが国
領海への侵入を繰り返している。尖閣諸島周辺のわが国
領海で独自の主張をする中国海警船の活動は、そもそも
国際法違反であり、厳重な抗議と退去要求を繰り返し実
施してきている。しかしながら、わが国の強い抗議にも
かかわらず、令和4（2022）年度においても依然として
中国海警船が領海侵入を繰り返しており、2022年も毎
月、中国海警船がわが国領海に侵入した。また、日本漁
船が尖閣諸島周辺の領海を航行していた際には、中国海
警船が日本漁船へ近付こうとする事案が発生した。
2023年3月末から4月初めにかけて、過去最長となる
80時間以上にわたって中国海警船が尖閣諸島周辺の領
海に侵入している。

過去の経緯として、「海監」に所属する中国船舶は
2008年12月、わが国領海に初めて侵入し、徘

はいかい
徊・漂泊

といった国際法上認められない活動を行った。その後も、
「海監」及び「漁政」に所属する船舶は、徐々に当該領海
における活動を活発化させてきた。2012年9月のわが
国政府による尖閣三島（魚釣島、北小島及び南小島）の
所有権の取得・保有以降、このような活動は著しく活発
化した。また、領海侵入の際の隻数は、2016年8月まで
は2～3隻程度であったが、それ以降は4隻で領海侵入
することが多くなっている。

近年、中国海警船によるわが国領海への侵入を企図し
た運用態勢の強化は、着実に進んでいると考えられる。
2015年12月以降、砲のようなものを搭載した船舶がわ
が国領海に繰り返し侵入するようになっている。
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中国海警船の運用能力の向上を示す事例も確認されて
いる。2021年2月から7月にかけて、中国海警船が尖閣
諸島周辺の接続水域において157日間連続で確認され、
過去最長となった。また、2022年に尖閣諸島周辺の接
続水域で確認された中国海警船の活動については、活動
日数が過去最多の336日に達し、活動船舶数も延べ
1,201隻となり2021年に引き続き高い水準となった。

さらに、中国が必要に応じ、多数の中国海警船などを尖
閣諸島周辺海域に同時に投入する能力を有していると考
えられる事案も発生した。2016年8月上旬、約200～300
隻の中国漁船が尖閣諸島周辺の接続水域に進出したが、
この際、最大15隻もの中国海警船などが同時に接続水域
内で確認され、さらに、5日間にわたり多数の中国海警船
など及び漁船が領海侵入を繰り返す事案が発生した。

尖閣諸島周辺のわが国領空及び周辺空域においては、
2012年12月に、国家海洋局所属の固定翼機が中国機と
して初めて当該領空を侵犯する事案が発生し、その後も
2014年3月までの間、同局所属の航空機の当該領空へ

の接近飛行がたびたび確認された。2017年5月には、尖
閣諸島周辺のわが国領海侵入中の中国海警船の上空にお
いて小型無人機らしき物体が飛行していることが確認さ
れた。このような小型無人機らしき物体の飛行も領空侵
犯に当たるものである。

このように中国は、尖閣諸島周辺において力による一
方的な現状変更の試みを執拗に継続しており、強く懸念
される状況となっている。事態をエスカレートさせる中
国の行動は、わが国として全く容認できるものではない。

図表Ⅰ-3-2-8（わが国周辺海空域における最近の中
国軍の主な活動（イメージ））、図表Ⅰ-3-2-9（中国戦
闘艦艇の南西諸島及び宗谷・津軽海峡周辺での活動
公表回数）、図表Ⅰ-3-2-10（中国軍機の沖縄本島・
宮古島間の通過公表回数）、図表Ⅰ-3-2-11（中国戦
闘艦艇の対馬海峡通過公表回数）、図表Ⅰ-3-2-12（中
国軍機の対馬海峡通過公表回数）、図表Ⅰ-3-2-13（中
国機に対する緊急発進回数の推移）、図表Ⅰ-3-2-14
（中国海警局に所属する船舶などの尖閣諸島周辺に
おける活動状況）

 参照

図表Ⅰ-3-2-8 わが国周辺海空域における最近の中国軍の主な活動（イメージ）

500km

沖縄
宮古島

尖閣諸島 台湾

寧波

東京

日本海

青島

奄美大島

与那国島

※場所・航跡などはイメージ、推定含む

空母「遼寧」

凡例
海上戦力
航空戦力

H-6爆撃機 TB-001偵察／
攻撃型無人機シャン級潜水艦

わが国周辺で確認された中国海空軍（海上・航空自衛隊撮影）

紀伊半島沖まで
の爆撃機進出

（2017年8月）

沖縄・宮古島間を通過し
ての頻繁な太平洋進出

潜水艦等の尖閣諸島
接続水域等潜水航行

（2018年1月）中国海軍戦闘艦艇が尖閣諸島周辺の
わが国接続水域を航行（2022年7月） 中国軍と推定される潜水艦が接続

水域内を潜水航行 （2020年6月）
 （2021年9月）

東シナ海及
び上空での
中国海空軍
の活動頻繁な日本海進出

中露海軍艦艇による洋上
への射撃（2022年9月）

中国海軍測量艦がわが国の
領海を航行（2021年11月）

（2022年4月・7月・9月・11
月・12月）（2023年2月）

中露海軍共同演習
「海上協力2022」中露爆撃機が長距離共同飛行

（2019年7月：東シナ海～日本海）
（2020年12月：東シナ海～日本海～太平洋）
（2021年11月：日本海～東シナ海～太平洋）
（2022年5月：東シナ海～日本海～太平洋）
（2022年11月：日本海～東シナ海～太平洋）

太平洋での空母艦
載戦闘機（推定含
む）の 飛 行（2018
年4月）（2020年4
月）（2021年4月・
12月）（2022年5
月・12 月）（2023
年4月）

台湾周辺海空域で多
数の中国軍機・中国艦
艇が参加する演習を
実施。わが国EEZを含
むわが国近海に設定
した訓練海域に向け、
弾道ミサイル9発を発
射。（2022年8月）

中露艦艇がわが国を周回する形又はわが国
周辺で共同航行

（2021年10月）（2022年9月）
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図表Ⅰ-3-2-9
中国戦闘艦艇の南西諸
島及び宗谷・津軽海峡
周辺での活動公表回数
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図表Ⅰ-3-2-10
中国軍機の沖縄本島 
・宮古島間の通過公
表回数
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図表Ⅰ-3-2-11 中国戦闘艦艇の対馬
海峡通過公表回数
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図表Ⅰ-3-2-12 中国軍機の対馬海峡
通過公表回数
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図表Ⅰ-3-2-13 中国機に対する緊急発進回数の推移
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図表Ⅰ-3-2-14 中国海警局に所属する船舶などの尖閣諸島周辺における活動状況
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（領海侵入日数）
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1

接続水域における確認状況
年 確認日数（日） 延べ確認隻数（隻）

2012 79 407
2013 232 819
2014 243 729
2015 240 709
2016 211 752
2017 171 696
2018 159 615
2019 282 1,097
2020 333 1,161
2021 332 1,222
2022 336 1,201
2023 87 318

※　2012年は9月以降、2023年は3月末時点
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（4）台湾周辺における動向
中国は、台湾周辺での軍事活動を活発化させている。

台湾国防部の発表によれば、2020年9月以降、中国軍機
による台湾周辺空域への進入が増加しており、2021年
には延べ970機以上が同空域に進入し、2022年には前
年を大きく上回る延べ1,700機以上の航空機が台湾周辺
空域に進入した。また、同空域への進入アセットについ
ては、従来の戦闘機や爆撃機に加え、2021年以降、攻撃
ヘリ、空中給油機、UAVなどが確認されたと発表され
ている。

2022年8月2日、ペロシ米下院議長（当時）の台湾訪
問に伴い、中国は、台湾を取り囲む6つの演習海域の設
定を公表するとともに、台湾周辺において「一連の統合
軍事行動」を実施すると発表した。同月4日、中国は、9
発の弾道ミサイルの発射を行い、このうち5発はわが国
の排他的経済水域（E

Exclusive Economic Zone
EZ）内に着弾し、別の1発は与那

国島から約80kmの地点に着弾したが、この1発はわが
国領土の最も近くに着弾したものであった。このことは、
地域住民に脅威と受け止められた。また、一部のミサイ
ルは台湾上空を通過した。それ以降も、中国軍は台湾周
辺海空域において約1週間にわたり、統合封鎖、対海上・
地上攻撃、制空作戦、空中偵察、対潜戦などの演目を含
む大規模な軍事演習を継続した。この軍事演習では、戦
時における台湾の封鎖、対地・対艦攻撃、制海権・制空
権の獲得及びサイバー攻撃や「認知戦」などのグレー
ゾーン事態に関する作戦といった、対台湾侵攻作戦の一
部が演練された可能性があると考えられる。

さらに、台湾国防部の発表によれば、中国軍はペロシ
米下院議長訪台以降、軍用機の台湾海峡における中台

「中間線」30以東空域への進入を繰り返し実施していると
される。

また、2023年には、蔡
さい

英
えい

文
ぶん

総統が中米訪問の経由地
として米国に立ち寄り、現地時間4月5日にマッカー
シー米下院議長と会談したことを受け、中国は、4月8
日から10日までの間、台湾周辺の海空域において、空母

「山東」を含む多数の艦艇や航空機を参加させ、大規模な
軍事演習を実施した。中国は、この軍事演習では、台湾
及び周辺の海域への重要目標に対する模擬統合精密攻撃
や、複数の軍種による統合封鎖などを演練したと発表し

30 1950年代に米国が設定したとされる台湾海峡上の線。台湾側は座標を公表するなど「中間線」の存在を主張する一方、中国側は「台湾は中国の不可分の
一部であり、いわゆる『中間線』は存在しない」との立場を主張しているが、これまでは「中間線」を越える軍用機の飛行はほとんどみられなかった。

ており、2022年8月の演習に引き続き、対台湾侵攻作戦
の一部が演練された可能性があると考えられる。

中国は、台湾周辺での一連の活動を通じ、中国軍が常
態的に活動している状況の既成事実化を図るとともに、
実戦能力の向上を企図しているとみられる。

（5）南シナ海における動向
中国は、東南アジア諸国連合（A

Association of Southeast Asian Nations
SEAN）諸国などと領

有権について争いのある南沙（スプラトリー）・西沙（パ
ラセル）諸島などを含む南シナ海においても、既存の海
洋法秩序と相いれない主張に基づき活動を活発化させて
いる。

中国は2014年以降、南沙諸島にある7つの地形（ファ
イアリークロス礁・ミスチーフ礁・スビ礁及びクアテロ
ン礁・ガベン礁・ヒューズ礁・ジョンソン南礁）におい
て、大規模かつ急速な埋立てを強行してきた。2016年7
月には比中仲裁判断において、中国が主張する「九段線」
の根拠としての「歴史的権利」が否定され、中国の埋立
てなどの活動の違法性が認定された。しかし、中国はこ
の判断に従う意思のないことを明確にしており、砲台と
いった軍事施設のほか、滑走路や港湾、格納庫、レー
ダー施設などをはじめとする軍事目的に利用しうる各種
インフラ整備を推進しつつ、軍事活動を継続するなど同
地形の軍事拠点化を推し進めている。

南沙諸島のうち、ビッグ・スリーとも称されるファイ
アリークロス礁、スビ礁及びミスチーフ礁は、対空砲な
どを設置可能な砲台やミサイルシェルター、弾薬庫とも
指摘される地下貯蔵施設のほか、水上戦闘艦艇の入港が
可能とみられる大型港湾や戦闘機、爆撃機などが離発着
可能な滑走路が整備された。

ファイアリークロス礁においては、2016年4月に南シ
ナ海哨戒任務中の海軍哨戒機が急患輸送を名目に着陸
し、スビ礁及びミスチーフ礁においても、同年7月、大型
機の離着陸が可能な滑走路において、航空機による試験
飛行が強行されている。2018年1月にはミスチーフ礁上
にY-7輸送機が、同年4月にはスビ礁上にY-8特殊任務
機が、2020年12月にはファイアリークロス礁上にY-20
輸送機が、2021年6月にはファイアリークロス礁上で
KJ-500早期警戒管制機がそれぞれ確認されたと報じら
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2022年8月2日夜、アジア各国を歴訪していたペ
ロシ米下院議長（当時）が、現役の下院議長としては
およそ25年ぶりに台湾を訪問しました。中国は同日、
台湾周辺の海・空域において一連の統合軍事行動を開
始する旨を発表し、台湾に近接し、かつ包囲するよう
な形の訓練エリアの設定を公表しました。

中国軍東部戦区は、8月2日夜以降、台湾周辺の海・
空域において、全ての軍種を動員した実戦化統合訓練
を実施し、また、8月10日までの演習期間中に、統合
封鎖、対海上・地上攻撃、制空作戦、空中偵察、対潜戦
などを演練したと発表しました。この間、台湾国防部
は、台湾周辺において多数の中国の艦艇及び航空機の
活動があり、台湾本島や台湾の水上艦艇への模擬攻撃
訓練を行っていたと公表しています。8月4日、中国
は事前に設定した訓練エリアに対し、計9発の弾道ミ
サイルを発射し、このうち計5発のミサイルがわが国
の排他的経済水域内に、また、最も近いものは与那国
島から約80kmの地点に着弾しました。このことは、
わが国の安全保障及び国民の安全にかかわる重大な問
題であり、また、地域住民にも脅威と受け止められま
した。さらに、台湾当局の発表によれば、同演習期間
中には、金門島や馬祖列島といった中国大陸に近い離
島に対するドローンの飛行、台湾当局のウェブサイト
や公共施設などに対するサイバー攻撃、台湾住民の不
安喚起や台湾当局の権威失墜を企図したとみられる偽
情報の流布といった「認知戦」も実施されていたとし
ています。

わが国周辺においても、8月4日、中国の無人機2
機が沖縄本島と宮古島との間を通過し、台湾に近い太
平洋上で活動したことが確認されるとともに、東シナ
海から飛来した推定中国の無人機1機が台湾北東の洋
上で活動したことが確認されており、この軍事演習と
関連していた可能性が考えられます。

これら一連の状況から、この軍事演習では、戦時に
おける台湾の封鎖や対地・対艦攻撃、制海権・制空権
の獲得、サイバー攻撃や「認知戦」などのグレーゾー
ン事態といった、対台湾侵攻作戦の一部が演練された

可能性があると考えられます。
中国軍は、この軍事演習の終了後も、台湾周辺での

軍事活動を活発化させています。台湾国防部は、
2022年の中国の軍用機による台湾周辺空域への進入
数について、2021年の数を大きく上回る延べ1,700
機以上であった旨を公表しており、また、この演習以
降、台湾海峡の「中間線」を越える中国軍用機の活動
が大幅に増加していることを発表しています。さらに、
2023年に蔡英文総統が中米訪問の経由地として米国
に立ち寄り、現地時間4月5日にマッカーシー米下院
議長と会談したことを受け、中国は4月8日から10
日までの間、台湾周辺の海空域において、空母「山東」
を含む多数の艦艇や航空機を参加させ、大規模な軍事
演習を実施しました。

中国は、台湾周辺における一連の活動を通じ、中国
軍が常態的に活動している状況の既成事実化を図ると
ともに、実戦能力の向上を企図しているとみられます。
2022年10月の第20回党大会において、習近平総書
記が両岸関係について、「最大の努力を尽くして平和
的統一の未来を実現する」としつつも、「武力行使の放
棄を決して約束せず、あらゆる必要な措置を講じる選
択肢を留保する」との姿勢を表明する中、このような
中国軍による威圧的な軍事活動の活発化により、国際
社会の安全と繁栄に不可欠な台湾海峡の平和と安定に
ついては、わが国を含むインド太平洋地域のみなら
ず、国際社会において急速に懸念が高まっています。

2022年8月に東部戦区が実施した弾道ミサイル発射とみられる画像 
【中国通信／時事通信フォト】

台湾をめぐる中国の軍事動向解 説解 説
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れている。また、2018年4月、対艦巡航ミサイル及び地
対空ミサイルが軍事訓練の一環としてファイアリークロ
ス礁、スビ礁及びミスチーフ礁に展開したと報じられた
ほか、レーダー妨害装置がミスチーフ礁上に展開したと
報じられている。さらに、2020年5月には、中国がY-8
哨戒機及びY-9早機警戒機などをファイアリークロス礁
にローテーション展開させている可能性が報じられてい
る。

その他の4つの地形でも、港湾、ヘリパッド、レーダー
などの施設建設の進展に加え、大型対空砲や近接防空シ
ステムとみられる装備がすでに配備された可能性が指摘
されている。これらの地形が本格的に軍事目的で利用さ
れた場合、インド太平洋地域の安全保障環境を大きく変
化させる可能性がある。さらに、2022年12月には、中
国が南沙諸島のまた別の4つの地形において新たに建設
活動を行っている旨が報じられている。

また、中国は南沙諸島に先がけて、西沙諸島について
も軍事拠点化を推し進めてきた。ウッディー島において
は、2013年以降、滑走路を3,000m弱まで延長したとさ
れるほか、2015年10月や2017年10月、2019年6月
にはJ-11やJ-10といった戦闘機の展開が、2016年2月
や2017年1月には、地対空ミサイルとみられる装備の
所在が確認されている。2018年5月に中国国防部が発
表した南シナ海でのH-6K爆撃機の離発着訓練は、ウッ
ディー島で実施されたと指摘されている。

また、2012年4月に中比政府船舶が対峙する事案が
発生したスカーボロ礁においても、近年、中国の艦船に
よる測量とみられる活動が確認されたとされているほ
か、今後、新たな埋立てが行われる可能性も指摘されて
いる。仮に、スカーボロ礁において埋立てが実施され
レーダー施設や滑走路などの設置が行われた場合、周辺
海域における中国の状況把握能力や戦力投射能力が高ま
り、ひいては南シナ海全域での作戦遂行能力の向上につ
ながる可能性も指摘されている。

また、中国が、米国本土を攻撃可能な長射程の新型
SLBMの残存性を高めるためにバスチオン化（要塞化）
を検討するのであれば、南シナ海がそれに適した選択肢
であるとの指摘もある31。こうした点も踏まえ、今後と
も南シナ海の状況を注視していく必要がある。

同地域での海空域における活動も拡大・活発化してい

31 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2022年）による。

る。2009年3月、2013年12月及び2018年9月には、
南シナ海を航行していた米海軍艦船に対し中国海軍艦艇
などが接近・妨害する事案が発生した。2016年5月や
2017年2月及び5月には、中国軍の戦闘機が米軍機に
対し接近したとされる事案などが発生している。比中仲
裁判断後の2016年7月及び8月には、中国空軍のH-6K
爆撃機がスカーボロ礁付近の空域において「戦闘パト
ロール飛行」を実施し、今後このパトロールを「常態化」
する旨、中国国防部が発表した。また、H-6爆撃機が
2016年12月に「九段線」に沿って飛行したとの報道も
ある。同年9月には中露海軍共同演習「海上協力2016」
が初めて南シナ海で実施された。

2018年3月下旬から4月にかけては、空母「遼寧」を
含む海軍艦艇などによる実動演習及び中国建国後最大規
模と評される海上閲兵式が、同海域で実施された。これ
らに加え、2019年には対艦弾道ミサイルの発射試験が
初めて南シナ海で行われたとされるほか、同年及び
2020年には空母「遼寧」がフユ級高速戦闘支援艦など
を伴い同海域に展開したとされる。さらに、中国海警船
が周辺諸国の漁船に対して威嚇射撃を行う事案も生起し
ているほか、2019年7月から10月にかけて、ベトナム
の排他的経済水域内における同国による石油・天然ガス
開発に対して中国海警船が妨害行為を行った際には、中
国海警船はファイアリークロス礁に寄港して補給を受け
たとされる。

また、2020年4月、海南省三沙市のもとに「西沙区」
及び「南沙区」と称する行政区の新設を一方的に公表し
たほか、同年7月には、3海域（南シナ海、東シナ海、黄
海）で同時に軍事演習を実施し、同年8月には中距離弾
道ミサイルを発射したとみられている。

さらに、2021年5月には空母「山東」が南シナ海で訓
練を実施した旨発表され、同年初冬にも訓練を実施した
と報じられた。同年6月には、マレーシア空軍がルコニ
ア礁上空を飛行した中国軍機16機が、マレーシア沿岸
まで接近したことを発表した。また、同年12月にも前述
のユーシェン級揚陸艦が南シナ海で一連の訓練を実施し
たことや、南シナ海に面する海南島の複数箇所で訓練が
実施されたことが報じられ、特に後者は、海南島を使用
した台湾への水陸両用作戦を模擬した訓練の可能性が指
摘されている。2022年8月にも、空母「山東」が南シナ
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海でJ-15艦載機の発着艦などの訓練を実施した旨発表
された。

このように中国は、南シナ海において、軍事にとどま
らない手段も含め、プレゼンスの拡大及び継戦能力を含
む統合作戦遂行能力の向上を企図しているものと考えら
れる。

中国による既存の海洋法秩序と相容れない主張に基づ
く活動は、力による一方的な現状変更及びその既成事実
化を一層推し進める行為であり、わが国として深刻な懸
念を有しているほか、米国やG7諸国をはじめとした国
際社会からも同様の懸念が示されている。例えば、米国
は2020年7月、中国の南シナ海における海洋権益に関
する主張は不法である旨の国務長官声明を発出したほ
か、2022年1月にも国務省が、中国による不法な領有
権・管轄権の主張は海洋の法の支配を大きく損なってい
る旨の報告書を発表した。

中国は、フィリピンやベトナムなど幾つかのASEAN
諸国による地形の不法占拠などを主張しているが、中国

の地形開発はその他の国々が行っている活動とは比較に
ならないほどに大規模かつ急速である。

いずれにせよ、南シナ海をめぐる問題はインド太平洋
地域の平和と安定に直結するものであり、南シナ海に主
要なシーレーンを抱えるわが国のみならず、国際社会全
体の正当な関心事項である。中国を含む各国が緊張を高
める一方的な行動を慎み、法の支配の原則に基づき行動
することが強く求められる。

図表Ⅰ-3-2-15（南シナ海における力の空白をつい
た中国の進出と軍事拠点化の例（イメージ））

（6）インド洋などのより遠方の海域における動
向

中国軍海上戦力は、「遠海防衛」型へとシフトしている
とされており、近年、インド洋などのより遠方の海域に
おける作戦遂行能力を着々と向上させている。大型戦闘
艦艇や大型補給艦の整備といった装備面における取組の
ほか、運用面における取組についても進展がみられる。

 参照

図表Ⅰ-3-2-15 南シナ海における力の空白をついた中国の進出と軍事拠点化の例（イメージ）

1950年代：仏軍撤退

1950年代：中国、西沙諸島の東半分を支配
（南越も同時期に西沙諸島進出）

1973年： 在南越米軍撤退

1974年： 中国、西沙諸島全域支配（南越撃退）
（1975年：南越崩壊（ベトナム戦争））

1980年代半ば：在越ソ連軍縮小

1980年代：中国、南沙諸島進出

1988年： 中国、南沙諸島6か所支配

1992年： 在比米軍撤退

1995年： 中国、ミスチーフ礁支配

2000年代：中国、南シナ海南部進出

2012年： 中国、スカーボロ礁事実上支配

2014年～：中国、南沙諸島において大規模埋立・
インフラ整備実施

関連年表

中国の進出

1950年代
1974年
全域支配

西沙諸島西沙諸島

1988年
6か所支配

↓
2014年～
大規模埋立

1995
年

1980年
代

20
00

年
代

2012年

「九段線」

南沙諸島南沙諸島

レーダー・通信施設

航空機用格
納庫・滑走路

軍事拠点化の例：ファイアリークロス礁

2020年3月2014年8月

（写真出典）CSIS/AMTI/Maxar

各国・地域による構築物の設置などが
指摘されている例

：中国
：台湾
：ベトナム
：フィリピン
：マレーシア

※イメージ図

スカーボロ礁
∴

ミスチーフ礁
ファイアリークロス礁
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例えば、2008年12月以降、海賊に対処するための国際
的な取組に参加するため、中国海軍艦艇がソマリア沖・
アデン湾に展開している。2023年3月には、中国海軍は
ロシア及びイラン海軍と、3回目となる3か国共同演習
をインド洋北部で実施した。

中国軍の活動は、インド洋以外にも拡大している。
2016年9月には、中露海軍共同演習「海上協力」が地中
海を含む海域で実施された。また、2023年2月には、中
国海軍はロシア及び南アフリカ海軍と、2019年11月以
来となる2回目の共同演習を南アフリカ東部ダーバン沖
の海域で実施した。さらに、宇宙観測支援船を南太平洋
に展開させているほか、南太平洋から中南米などにかけ
て「調和の使命」と呼称する任務のもとで軍病院船を派
遣し、医療サービスの提供などを行っている。

このほか、2015年9月、中国軍艦艇5隻がベーリング
海の公海上を航行し、アリューシャン列島周辺で米国の
領海を航行したとされている。北極海については、中国
は、1999年以降、計12回にわたり極地科学調査船「雪
龍」などを北極海に派遣し32、また、2018年1月に北極
政策に関する白書「中国の北極政策」を発出し、その中
で、北極海航路の開発を通じて「氷上シルクロード」の
建設を進めることとしているなど、北極事業への積極的
な関与も打ち出している。科学調査活動や商業活動を足
がかりとして、北極海において軍事活動を含むプレゼン
スを拡大させる可能性も指摘されている33。

また、中国が遠方の海域における作戦に資する海外に
おける港湾などの活動拠点を確保しようとする動きも顕
著になっている。例えば、2017年8月には、アデン湾に
面する東アフリカの戦略的要衝であるジブチにおいて、
中国軍の活動の後方支援を目的とするとされる「保障基
地」の運用が開始され、2022年3月にはフチ級補給艦
の、同年8月にはユージャオ級ドック型揚陸艦の「保障
基地」への入港が報じられた。さらに、これら以外にも、
カンボジア、ミャンマー、タイ、シンガポール、インドネ
シア、パキスタン、スリランカ、UAE、ケニア、赤道ギ
ニア、セーシェル、タンザニア、アンゴラ及びタジキス
タンといった複数の国における軍事兵站施設を検討・計
画している可能性も指摘されている34。また、近年中国

32 2012年、「雪龍」は極地科学調査船として初めて北極海を横断する航海を行ったほか、2013年には貨物船「永盛」が中国商船として初めて同海を横断した。
「雪龍」の2017年の北極海航行では、カナダの科学者が参加し、初めて、北極北西航路（カナダの北側）の試験航行に成功した。また、2隻目の極地科学調
査船「雪龍2号」が2020年9月に初となる北極海航行を完了したほか、重砕氷船の研究・製造も推進している。

33 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2019年）による。
34 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2022年）による。

は、ユーラシア大陸をはじめとする地域の経済圏創出を
主な目的とするとされる「一帯一路」構想を推進してい
るが、中国軍が海賊対処活動による地域の安定化や共同
訓練による沿線国のテロ対処能力の向上などを通じ、同
構想の後ろ盾としての役割を担っている可能性がある。
さらに、同構想には中国の地域における影響力を拡大す
るという戦略的意図が含まれているとも考えられる中、
同構想が中国軍のインド洋、太平洋などにおける作戦遂
行能力のより一層の向上をもたらす可能性がある。例え
ば、パキスタンやスリランカ、バングラデシュといった
インド洋諸国やバヌアツといった太平洋島嶼国での港湾
インフラ建設支援は、軍事利用も可能な拠点の確保につ
ながる可能性がある。

（7）海空域における活動の目標
中国による海上・航空戦力の整備状況及び活動状況、

国防白書における記述、中国の置かれた地理的条件、グ
ローバル化する経済などを考慮すれば、海・空軍などの
海空域における近年の活動には、次のような目標がある
ものと考えられる。

第一に、中国の領土、領海及び領空を防衛するために、
可能な限り遠方の海空域で敵の作戦を阻止することであ
る。これは、近年の科学技術の発展により、遠距離から
の攻撃の有効性が増していることが背景にある。

第二に、台湾の独立を抑止・阻止するための能力を整
備することである。中国は、台湾問題を解決し、中国統
一を実現することにはいかなる外国勢力の干渉も受けな
いとしており、中国が、四方を海に囲まれた台湾への外
国からの介入を実力で阻止することを企図すれば、海空
域における作戦遂行能力を充実させる必要がある。

第三に、中国が独自に領有権を主張している島嶼
しょ

の周

「一帯一路」構想 とは
習近平国家主席が提唱した経済圏構想。2013年9月に「シル
クロード経済ベルト」構想（一帯）が、同年10月に「21世紀海
上シルクロード」構想（一路）が提唱され、以降、両構想をあわ
せて「一帯一路」構想と呼称。

KEY WORD
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辺海空域において、各種の監視活動や実力行使などによ
り、当該島嶼に対する他国の支配を弱め、自国の領有権
に関する主張を強めることである。また、こうした活動
には、中国独自の「法律戦」の発想のもと、一方的な現状
変更を既成事実化し、独自の主張を正当化する根拠の一
環として用いようとする側面もあると考えられる。

第四に、海洋権益を獲得し、維持及び保護することで
ある。中国は、東シナ海や南シナ海において、石油や天
然ガスの採掘及びそのための施設建設や探査を行ってい
るが、2013年6月以降には、東シナ海の日中中間線の中
国側において、既存の4基に加え、新たに12基の海洋プ
ラットフォームの建設作業などを進めていることが確認
されており、さらに2022年5月及び6月にもそれぞれ
新たな1基の構造物設置に向けた動きが確認されてい
る。また、2016年6月下旬には、1基のプラットフォー
ム上に対水上レーダー及び監視カメラの設置が確認され
るなど、これらの機材の利用目的も含め、プラット
フォームにかかる中国の今後の動向が注目される。中国
側が一方的な開発を進めていることに対しては、わが国
から繰り返し抗議をすると同時に、作業の中止などを求
めている。

第五に、自国の海上輸送路を保護することである。この
背景には、中東からの原油の輸送ルートなどの海上輸送
路が、中国の経済活動にとって、生命線ともいうべき重要
性を有していることがある。近年の海上・航空戦力の強
化を考慮すれば、その能力の及ぶ範囲は、中国の近海を
越えてより遠方の海域へと拡大していると考えられる。

こうした中国の海空域における近年の活動の目標や近
年の動向を踏まえれば、今後とも中国は、東シナ海や太
平洋といったわが国近海及び南シナ海、インド洋などに
おいて、活動領域をより一層拡大するとともに活動の活
発化をさらに進めていくものと考えられる。

7　軍の国際的な活動
中国軍は近年、平和維持、人道支援・災害救援、海賊

対処といった非伝統的安全保障分野における任務に対し
ても積極的な姿勢を示し、海外にも多くの部隊・人員を
派遣している。

中国は、国連PKOを一貫して支持するとともに積極
的に参加するとしており、中国の国連PKOにおける存
在感は高まっている。

国連によれば、中国は2022年11月末時点で、国連マ
リ多面的統合安定化ミッション（M

United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali
INUSMA）などの国

連PKOに国連安全保障理事会の常任理事国中最多であ
る計2,224人の部隊要員や警察要員などを派遣してい
る。なお、国連PKO予算における中国の分担率をみる
と、2016年以降、米国に次ぐ第2位となっている。

さらに、中国は、ソマリア沖・アデン湾における海賊
対処活動や、人道支援・災害救援活動にも積極的に参加
している。

中国のこうした姿勢の背景には、中国の国益が国境を
越えて拡大していることに伴い、国外において国益の保
護及び増進を図る必要性が高まっていること、オペレー
ションを通じて部隊の長距離展開を含む対応能力を検証
すること、自国の地位向上を目的に国際社会に対する責
任を果たす意思を示すこと、軍の平和的・人道的なイ
メージを普及させること、アフリカ諸国をはじめとする
PKO実施地域との関係強化を図ることなどがあると指
摘されている。

8　教育・訓練などの状況
中国軍は、近年、「戦える、勝てる」軍隊を建設すると

の方針のもと、作戦遂行能力の強化を図ることなどを目
的として実戦的な訓練を推進しており、戦区主導の統合
演習、対抗演習、上陸演習、区域をまたいだ演習、遠方に
おける演習などを含む大規模演習、さらには夜間演習、
諸外国との共同演習なども行っている。

中国軍は、教育面でも、統合作戦遂行能力を有する軍
人の育成を目指している。2017年には、統合作戦指揮
人材を養成するための訓練が中国国防大学で開始された
と伝えられている。

また、中国は、戦争などの非常事態において民間資源
を有効に活用するため、国防動員体制の整備などを進め
ている。こうした取組には、民間船舶による軍用装備の
輸送活動などが含まれる。こうした取組は中国の軍事任
務に投入可能な戦力を総体的に増強するものであり、今
後とも積極的に推進されるとみられることから、中国軍
の作戦遂行能力への影響を注視する必要がある。

9　国防産業部門の状況など
中国の主な国防産業については、国務院機構である工
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業・情報化部の国防科学技術工業局の隷下に、核兵器、
ミサイル・ロケット、航空機、艦艇、情報システムなど
の装備を開発、生産する12個の集団公司により構成さ
れてきた。中国は2021年において、世界で5番目の武
器の供給者であると指摘されている35。2018年には中国
核工業集団公司と中国核工業建設集団公司が再編され、
2019年には中国船舶工業集団公司と中国船舶重工業集
団公司が合併し、現在は合併後の中国船舶集団公司を含
む計10社で構成されている。

中国は自国で生産できない高性能の装備や部品をロシ
アなど外国から輸入しているが、軍近代化のため装備の
国産化をはじめとする国防産業部門の強化を重視してい
ると考えられる。自国での研究開発に加えて対外直接投
資などによる技術獲得に意欲的に取り組んでいるほか、
機密情報の窃取といった不法手段による取得も指摘され
ている36。国防産業部門の動向は軍の近代化に直結する
ことから、重大な関心をもって注視する必要がある。

中国の軍民融合政策は技術分野において顕著であり、
中国は、軍用技術を国民経済建設に役立てつつ、民生技
術を国防建設に吸収するという双方向の技術交流を促す
とともに、軍民両用の分野を通じて外国の技術を吸収す
ることにも関心を有しているとみられる。技術分野にお
ける軍民融合は、特に、海洋、宇宙、サイバー、人工知能

（AI）といった中国にとっての「新興領域」とされる分野
における取組を重視しているとされる。米国防省は、軍

35 ストックホルム国際平和研究所（SIPRI：Stockholm International Peace Research Institute）Arms Transfers Databaseによる。
36 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2022年）による。
37 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2022年）による。
38 中国系人材を含め、海外の高い専門性を有する人材を国内に招へいする「百人計画」や「千人計画」の存在が指摘されており、その一環として、例えば、わ

が国での研究歴があり、極超音速兵器の開発に必要な風洞試験設備の開発に従事している研究者の存在も指摘されている。
39 例えば、2022年4月には、習近平国家主席は国連の権威・地位の擁護や他国の安全を犠牲にした自国の安全構築への反対を内容とする「グローバル安全

保障イニシアティブ」を提唱した。
40 2017年12月のターンブル豪首相（当時）発言による。

民融合には、（1）中国の国防産業基盤と民生技術・産業
基盤との融合、（2）軍事・民生セクターを横断した科学
技術イノベーションの統合・利用、（3）人材育成及び軍
民の専門性・知識の混合、（4）軍事要件の民生インフラ
への組み込みや民生構築物の軍事目的への利用、（5）民
生のサービス・兵站能力の軍事目的への利用、（6）競争
及び戦争での使用を目的とした社会・経済の全ての関連
する諸側面を含む形での中国の国防動員システムの拡
大・深化、の6つの相互に関連した取組が含まれている
と指摘している37、38。

また、近年は、生産段階から徴用を念頭に置いた民生
品の標準化が軍民融合政策の一環として推進されている
とされる。こうした取組により、軍による一層効果的な
民間資源の徴用が可能となることなどが見込まれる。

近年、国防費の伸び率が鈍化しつつある中、国防建設
と経済建設の両立が一層求められる中国にとって、軍民
融合政策は今後ますます重要になってくると考えられ
る。また、前述の中国が提唱する「智能化戦争」を実現す
るためには、将来の戦闘様相を一変させる技術、いわゆ
るゲーム・チェンジャー技術を含む民生先端技術の獲得
が鍵となるところ、中国は、その不可欠な手段として軍
民融合を捉えているとみられることから、中国の軍民融
合政策については、「智能化戦争」との関係を含め、引き
続き重大な関心をもって注視していく必要がある。

	 33	 対外関係など

1　全般
中国は、特に海洋において利害が対立する問題をめぐ

り、既存の国際秩序とは相容れない独自の主張に基づ
き、力による一方的な現状変更の試みやその既成事実化
など高圧的とも言える対応を推し進めつつ、自らの一方
的主張を妥協なく実現しようとする姿勢を継続的に示し
ている。また、国家戦略として「一帯一路」構想を推進し

ているが、近年一部の「一帯一路」構想の協力国におい
て、財政状況の悪化などからプロジェクト見直しの動き
もみられている。さらに、安全保障や発展・開発を含む
分野における中国主導の多国間メカニズムの構築39な
ど、独自の国際秩序形成への動きや、他国の政治家の取
り込みなどを通じて他国の政策決定に影響力を及ぼそう
とする動きなども指摘されている40。

同時に、中国は、持続的な経済発展を維持し、総合国
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力を向上させるためには、平和で安定した国際環境が必
要であるとの認識に基づき、「人類運命共同体」の構築を
提唱しつつ、「相互尊重、公平正義、協力、ウィン・ウィ
ンの新型国際関係」の建設推進について言及している。
軍事面においては、諸外国との間で軍事交流を積極的に
展開している。近年では、米国やロシアをはじめとする
大国や東南アジアを含む周辺諸国に加えて、アフリカや
中南米諸国などとの軍事交流も活発に行っている。さら
に、太平洋諸国との関係強化の動きもみられる。中国が
軍事交流を推進する目的としては、関係強化を通じて中
国に対する懸念の払拭に努めつつ、自国に有利な安全保
障環境の構築や国際社会における影響力の強化、海外兵
器市場の開拓、資源の安定的な確保や海外拠点の確保な
どがあるものと考えられる。

2　ロシアとの関係
1989年にいわゆる中ソ対立に終止符が打たれて以来、

中露双方は継続して両国関係重視の姿勢を見せている。
90年代半ばに両国間で「戦略的パートナーシップ」を確
立して以来、同パートナーシップの深化が強調されてお
り、2001年には、中露善隣友好協力条約が締結された。
2004年には、長年の懸案であった中露国境画定問題も
解決されるに至った。両国は、世界の多極化と国際新秩
序の構築を推進するとの認識を共有し、関係を一層深め
ており、2022年2月上旬の中露首脳会談において、両国
は中露関係について「冷戦時代の軍事・政治同盟モデル
にも勝る」と評価している。さらに、例えば、米中及び米
露関係の緊張が高まる中で、中露間では一貫して協力が
深化しており、それぞれが米国などとの間で対立してい
る台湾やNATOの東方拡大をめぐる問題などの安全保
障上の課題について一致した姿勢を示すことで、自らに
有利な国際環境の創出を企図しているものとみられる。

軍事面では、中国は90年代以降、ロシアから戦闘機や
駆逐艦、潜水艦など近代的な武器を購入しており、中国
にとってロシアは最大の武器供給国である41。近年、中
露間の武器取引額は一時期に比べ低い水準で推移してい
るものの、中国は引き続きロシアが保有する先進装備の
輸入や共同開発に強い関心を示しているとみられる。例

41 SIPRI Arms Transfers Databaseによる。
42 2019年9月6日付のロシア軍機関紙「赤星」による。

えば、中国はロシアから最新型の第4世代戦闘機とされ
るSu-35戦闘機やS-400対空ミサイルシステムを導入
している。なお、ロシアがS-400対空ミサイルシステム
を輸出したのは、中国が初めてであるとされる。また、
中国の技術力向上により、武器輸出における中国との競
合を懸念しつつあるとの指摘もある。

中露間の軍事交流としては、定期的な軍高官などの往
来に加え、共同訓練などを実施している。例えば中国軍
は、2018年にはロシア軍による演習として冷戦後最大
規模とされる「ヴォストーク2018」演習に、2019年に
は「ツェントル2019」演習に、2020年には「カフカス
2020」演習に、2021年には「西部・連合2021」演習に、
2022年には「ヴォストーク2022」演習に参加した。

「ヴォストーク2022」には、中国軍から、合計2000人以
上の陸・海・空軍部隊に加え航空機・艦船などが参加し
たとされる。また、中露両国は、海軍による大規模な共
同演習「海上協力」を2012年以降実施しており、2016
年には初めて南シナ海で、2017年には初めてバルト海
及びオホーツク海で実施し、2021年10月にはレンハイ
級駆逐艦を含む艦艇が参加し、日本海で実施した。さら
に、中露両国はこれに継続する形で両国艦艇計10隻に
よる初の共同航行をわが国周辺で実施した。2022年12
月の「海上協力」演習は2014年以来8年ぶりの東シナ
海での実施となった。2016年及び2017年には、共同ミ
サイル防衛コンピュータ演習「航空宇宙安全」も実施し
た。また、中国は、中露二国間もしくは中露を含む上海
協力機構（S

Shanghai Cooperation Organization
CO。2001年6月に設立。）加盟国間で、対

テロ合同演習「平和の使命」を実施している。中国とし
ては、これらの交流を通じて、ロシア製兵器の運用方法
や実戦経験を有するロシア軍の作戦教義などを学習する
ことも見込んでいるものと考えられる。

こうした動向に加え、最近、中露関係の深化が窺われ
る動きも確認されている。2019年7月には「初の共同空
中戦略巡航」と称して、中露両国は日本海で合流した爆
撃機を東シナ海に向けて飛行させた。また、同年9月に
は、両国間で新たな軍事及び軍事技術協力に関する一連
の文書への署名が行われている42。2020年においても同
様の傾向は継続しており、同年12月、ショイグ露国防相
と魏

ぎ・ほ う わ
鳳和国防部長（当時）がオンライン会談を実施し、
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中露両国は、弾道ミサイルや宇宙ロケットの発射計画や
実際の発射について相互に通告する政府間協定の10年
間延長に合意した。

また、中露両国は爆撃機によるわが国周辺での長距離
にわたる共同飛行を、前述の2019年7月以来、2020年
12月、2021年11月並びに2022年5月及び同年11月
の計5回実施している。日米豪印首脳会合が開催されて
いる中で実施された2022年5月の共同飛行は、開催国
たるわが国に対する示威行動を意図したものであり、こ
れまでと比べ挑発度を増すものである。さらに、同年11
月の共同飛行の際には、中国機がロシア国内の飛行場
に、ロシア機が中国国内の飛行場にそれぞれ初めて着陸
したとのロシア側の発表もあるなど、活動の多様化がみ
られた。

また、中露艦艇による活動については、前述の2021
年10月の共同航行に加え、2022年6月には中露の艦艇
が別々に約1週間の間隔を置いてわが国周辺をほぼ周回
するような形で航行したほか、2022年9月には前述の

「ヴォストーク2022」に参加した中露の艦艇が北海道西
方の海域で機関銃の射撃を実施した後、両国の艦艇がわ
が国周辺において共同で航行した。

これらの中露両国による度重なる共同での活動は、わ
が国に対する示威活動を明確に意図したものであり、わ
が国の安全保障上、重大な懸念である。

このように、ウクライナ侵略が行われている中にあ
たっても、中露両国はますます連携を強化する動きを見
せている。今後、中露両国がさらに軍事的な連携を深め
ていく可能性もあり、また、こうした中露両国の軍事協
力の強化などの動向は、わが国を取り巻く安全保障環境
に直接的な影響を与えるのみならず、米国や欧州への戦
略的影響も考えられることから、懸念を持って注視する
必要がある。

2章3項3（そのほかの地域の対応）

3　北朝鮮との関係
中国は、1961年の「中朝友好協力及び相互援助条約」

のもとで北朝鮮との緊密な関係を維持してきた。習近平
国家主席は2019年6月、中国国家主席として14年ぶり
に北朝鮮を訪問し、同主席と北朝鮮の金

キム・ジョンウン
正恩国務委員長

との間で5回目となる首脳会談を行っている。また、
2022年10月には、金委員長が、習近平中国共産党総書

記の再選にあたり祝電を送付し、「時代の要求に即して
朝中関係のより美しい未来を設計していく」旨などを述
べたのに対し、習総書記は、これに対する礼電の中で、
中朝関係を高度に重視し、世界の変化が起きている新た
な形勢のもとで立派に発展させていく考えなどを示し
た。

中国は朝鮮半島問題に関して「3つの堅持」（①朝鮮半
島の非核化実現、②朝鮮半島の平和と安定の維持、③対
話と協議を通じた問題解決）と呼ばれる基本原則を掲げ
ているとされ、非核化のみならず従来の安定維持や対話
も同等に重要との立場を採っていると考えられる。こう
した状況のもと、中国は北朝鮮に対する制裁を強化する
2017年までの累次の国連安保理決議に賛成してきた一
方、最近では、ロシアとともに国連安保理決議に基づく
制裁の一部解除などを含む決議案を国連安保理で提案す
るなどの動きも見せているほか、2022年5月には北朝鮮
によるICBM級弾道ミサイルの発射を受けて米国が提案
した制裁決議案に対し、ロシアとともに拒否権を行使し
た。

なお、国連安保理決議で禁止されている、洋上での船
舶間の物資の積替え（いわゆる「瀬取り」）に関し、中国
側は終始自身の国際義務を真剣に履行しているとしてい
るが、中国籍船舶の関与が指摘されている。

4　その他の諸国との関係
（1）東南アジア諸国との関係

東南アジア諸国との関係では、引き続き首脳クラスな
どの往来が活発である。また、ASEAN＋1（中国）や
ASEAN＋3（日本、中国及び韓国）、東アジア首脳会議

（E
East Asia Summit
AS）、ASEAN地域フォーラム（A

ASEAN Regional Forum
RF）といった多国

間枠組みにも中国は積極的に関与している。2021年11
月の中国・ASEAN特別首脳会議においては、中国・
ASEAN包括的戦略的パートナーシップへの格上げが宣
言された。さらに、中国は「一帯一路」構想のもと、イン
フラ整備支援などを通じて各国との二国間関係の発展を
図ってきている。

軍事面では、2018年10月に中国とASEANの実動演
習「海上連演2018」が初めて実施されるなど、信頼醸成
に向けた動きもみられる。また、2019年7月及び2022
年6月には、中国がカンボジアのリアム海軍基地の一部
を独占的に利用する可能性について報じられた。これに

 参照
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ついて、カンボジア側は、外国軍の基地設置は憲法違反
であるとし、事実関係を否定している。また、2021年6
月、カンボジア国防相は、米国が中国による軍事利用を懸
念しているとされるリアム海軍基地について、中国が同
基地の開発に貢献していると認めたものの、基地施設へ
のアクセスは中国だけに限られていない旨表明している。

フィリピンとの間においては2016年7月、南シナ海
を め ぐ る 中 国 と の 紛 争 に 関 し、国 連 海 洋 法 条 約

（U
United Nations Convention on the Law of the Sea

NCLOS）に基づく仲裁判断が下され、フィリピンの
申立て内容がほぼ認められる結果となった。その後、
フィリピンは仲裁判断への言及を控えているとされてい
たが、2019年9月にはフィリピン大統領府報道官が「仲
裁判断は現在においても両国間の協議の議題である」旨
述べており、2020年9月、ドゥテルテ大統領（当時）は
国連総会において、「仲裁判断は今や国際法の一部であ
り、これについて妥協したり、価値を減じたり、あるい
は無視することは許されない」旨指摘している。2022
年11月には、浮遊物を回収して持ち帰ろうとしたフィ
リピン軍のボートを中国海警局が妨害し、その浮遊物を
強奪したとフィリピン側が発表した。これに対し、中国
側は、その浮遊物が中国のロケットの残骸であると認め
たものの、現地での協議の結果、中国側に友好的に引き
渡されたと主張した。

ベトナムとの間では、2017年7月及び2018年3月、
外国企業がベトナム政府の許可を得て南シナ海で実施し
ていた石油掘削を、中国の圧力を受け、ベトナム政府が
中止させたと報じられている。また、2019年7月以降
は、ベトナムの排他的経済水域内における石油・天然ガ
ス掘削活動をめぐり、中国及びベトナム双方の政府船舶
などが対峙する事態がみられたが、同年10月に採掘リ
グ（「HAKURYU-5」）が撤収した後、双方が対峙する事
態は解消された。また、ベトナム政府は、2020年4月、
西沙諸島においてベトナム漁船と中国海警船が衝突し、
ベトナム漁船が沈没し、中国側に抗議をしたと発表した。
一方で、2021年12月には、中越両軍による衛生合同演
習「和平救援2021」が初めて実施され、両軍の医療支援
能力の向上が図られた。演習期間中、中国側はベトナム
側に医療用マスク、防護服、PCR検査装置などを提供し
ている。

インドネシアとの間では、従来からインドネシアの排
他的経済水域内における中国漁船の操業がたびたび問題
となっており、インドネシア側は違法操業と判断される

外国漁船への断固とした対応を行ってきた。最近では
2019年12月から2020年1月にかけて、インドネシア
のナツナ諸島周辺海域において中国漁船が違法操業した
ことに対し、インドネシア政府は強く抗議し、中国が主
張する「九段線」を認めないと改めて表明した。

なお、中国とASEANは「南シナ海行動規範（C
Code of Conduct of Parties in the South China Sea

OC）」
の策定に向けた協議を続けている。2019年7月、中国
は、中国・ASEAN外相会議において、COCの「単一の
交渉草案」の一読が完了したことを発表した。その後、
第二読の開始がなされ、2021年8月のASEAN外相会
議においては、序文の暫定合意に達したことが言及され
た。新型コロナウイルス感染症などの影響を受けながら
も、同年11月、中ASEAN首脳会議の共同声明におい
て、UNCLOSを含む国際法に準拠した実効的で実質的
なCOCの早期締結への期待に言及がなされた。

（2）中央アジア諸国との関係
中国西部の新疆ウイグル自治区は、中央アジア地域と

隣接していることから、中国にとって中央アジア諸国の
政治的安定やイスラム過激派によるテロなどの治安情勢
は大きな関心事項であり、国境管理の強化、SCOやアフ
ガニスタン情勢安定化などへの関与はこのような関心の
表れとみられる。また、資源の供給源や調達手段の多様
化などを図るため、中央アジアに強い関心を有してお
り、中国・中央アジア間に石油や天然ガスのパイプライ
ンを建設するなど、中央アジア諸国とエネルギー分野で
の協力を進めている。

（3）南アジア諸国との関係
中国は、「全天候型戦略的パートナーシップ」のもと、

パキスタンと密接な関係を有し、首脳級の訪問が活発で
あるほか、共同訓練、武器輸出や武器技術移転を含む軍
事分野での協力も進展している。海上輸送路の重要性が
増す中、パキスタンがインド洋に面しているという地政
学上の特性もあり、中国にとってパキスタンの重要性は
高まっていると考えられる。

中国は、インドとの間で経済的な結びつきが強まる一
方で、カシミールやアルナーチャル・プラデシュなどの
国境未画定地域を抱えている。

2020年5月に、インドのラダック州の中印国境付近
で、中印両軍の衝突が発生し、同年6月15日の衝突では
45年ぶりに死者が発生するなど両国間の緊張が高まっ
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た。その後、両国は、暫定的な国境である実効支配線
（Line of Actual Control）の管理協定に基づく現地司
令官級会談を定期的に実施し、2021年2月にパンゴン
湖、同年7月にゴグラ地区における兵力の引き離しに合
意し、現在も段階的な緊張緩和に向けた取組を継続して
いる。

近年中国は、スリランカとの関係を深化させている。
インド洋の要衝に位置し、「一帯一路」構想を支持するス
リランカに対し、中国は、鉄道・港湾・空港などのイン
フラ整備に巨額の経済・技術協力を実施している。一方
で、2017年7月には、中国の融資で建設されているハン
バントタ港の中国企業への99年間の権益貸与が合意さ
れており、いわゆる「債務の罠」であるとの指摘もある。
2022年7月に就任したウィクラマシンハ大統領は、中
国を含む債権国との間で債務問題解決にむけた協議を
行っている。なお、2022年8月には、中国軍戦略支援部
隊が運用するとされる調査船 ｢遠望5号｣ がハンバント
タ港に寄港した。

また、中国は、バングラデシュとの間でも、海軍基地
のあるチッタゴンにおける港湾開発や、ミン級潜水艦を
はじめとする武器輸出などを通じて関係を深めている。

（4）欧州諸国との関係
近年、中国にとってE

European Union
U諸国は、特に経済面において

存在感を増している。
欧州諸国は、情報通信技術、航空機用エンジン・電子

機器、潜水艦の大気非依存型推進システムなどにおいて
中国やロシアよりも進んだ軍事技術を保有している。
EU諸国は1989年の天安門事件以来、対中武器禁輸措
置を継続してきているが、中国は同措置の解除を求めて
いる43。仮にEUによる対中武器禁輸措置が解除された
場合、優れた軍事技術が中国に移転されるのみならず、
中国からさらに第三国などへ移転される可能性があるな
ど、インド太平洋地域をはじめとする地域の安全保障環
境を大きく変化させる可能性がある。

近 年 の 中 国 に よ る 台 頭 は、北 大 西 洋 条 約 機 構
（N

North Atlantic Treaty Organization
ATO）においても注目されている。2022年6月の

NATO首脳会議において発表された新戦略概念では、
「中国の野心と威圧的な政策は、NATOの利益、安全保
障及び価値への挑戦」とし、核戦力の急速な増強、透明

43 中国が2018年12月に発表した対EU政策文書による。

性の欠如及び悪意あるハイブリッド・サイバー行動に懸
念が示された。そのうえで、同盟の安全保障上の利益の
ため中国に関与し、また、NATOを分断するための中国
の威圧的な取組を防ぐ旨言及している。

対中武器禁輸措置に関するEU内の議論やNATOの
中国に対する関与方針を含め、中国と欧州諸国との関係
については、引き続き注目する必要がある。

（5）中東・アフリカ諸国、太平洋島嶼国及び中南
米諸国との関係

中国は従来から、経済面において中東・アフリカ諸国
との関係強化に努めており、近年では、軍事面における
関係も強化している。首脳クラスのみならず軍高官の往
来も活発であるほか、武器輸出や部隊間の交流なども積
極的に行われている。また、中国はアフリカにおける国
連PKOへ要員を積極的に派遣している。このような動
きの背景には、資源の安定供給を確保するねらいのほ
か、将来的には海外拠点の確保も念頭に置いているとの
見方がある。

中国はオーストラリアにとって最大の貿易相手国であ
るが、オーストラリアが中国の新型コロナウイルス感染
症発生源をめぐる独立調査の必要性を提起したのを契機
に中国がオーストラリア産牛肉などの輸入を相次いで制
限するなど経済面でも摩擦が生じている。また、中国は、
太平洋島嶼国との関係も強化しており、積極的かつ継続
的な経済援助を行っているほか、軍病院船を派遣して医
療サービスの提供などを行っている。さらに、パプア
ニューギニアについては、資源開発などを進めているほ
か、軍事協力に関する協定を締結している。また、2022
年4月には、ソロモン諸島との間で「安全保障協力に関
する枠組み」に署名したと発表されたが、同枠組みの草
案には、中国による警察・軍の派遣や中国艦艇の寄港・
補給を可能にする内容が含まれていると同年3月に報じ
られている。バヌアツやフィジー、トンガとの間でも、
軍事的な関係強化の動きがみられる。また、2022年1月
にトンガにおいて発生した火山の噴火に際しては、輸送
機や補給艦などを派遣している。このように中国が太平
洋島嶼国との関係を強化しつつある中、オーストラリア
などの各国からは、中国によるこれらの動きに対する懸
念の表明もみられる。
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中南米諸国との関係では、2015年以降は、中国とラ
テンアメリカカリブ諸国共同体（C

Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños
ELAC）の閣僚級会

議を開催するなど、一層の関係強化に努めている。軍事
面においては、軍高官による訪問や武器売却に加え、医
療サービス、対テロなどの分野での関係強化がみられる
ほか、アルゼンチンにおいては宇宙観測施設を運用して
いる。

5　武器の国際的な移転
中国は、ミサイル、戦車、無人機を含む航空機、艦船な

どの輸出を拡大している。具体的には、パキスタン、バ

44 SIPRI Arms Transfers Databaseによる。

ングラデシュ、ミャンマーが主要な輸出先とされている
ほか、アルジェリア、タンザニア、ナイジェリアなどの
アフリカ諸国や、タイやインドネシアなどの東南アジア
諸国、ベネズエラなどの中南米諸国、サウジアラビアな
どの中東諸国、トルクメニスタンなどの旧ソ連諸国にも
武器を輸出しているとされる44。

中国による武器移転については、友好国との間での戦
略的な関係の強化や影響力拡大による国際社会における
発言力の拡大のほか、資源の獲得にも関係しているとの
指摘がある。中国は、国際的な武器輸出管理の枠組みの
一部には未参加であり、ミサイル関連技術などの中国か
らの拡散が指摘されるなどしている。

資料：最近の国際軍事情勢（中国）
URL：https://www.mod.go.jp/j/surround/index.html
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	第3節	 米国と中国の関係など
	 11	 米国と中国の関係（全般）

世界第1位の経済大国である米国と、第2位の中国と
の関係については、中国の国力の伸長によるパワーバラ
ンスの変化、貿易問題、南シナ海をめぐる問題、台湾問
題、香港問題、ウイグル・チベットをめぐる中国の人権
問題といった種々の懸案などにより、近年、両国の政
治・経済・軍事にわたる競争が一層顕在化してきてい
る。特に、トランプ政権以降、米中両国において相互に
牽制する動きがより表面化していたが、バイデン政権に
おいても両国の戦略的競争が不可逆的な動きとなってい
ることに強い関心が集まっている。

2022年10月、バイデン政権は「国家安全保障戦略」
（NSS）を公表し、中国は米国にとって最も重大な地政学
的挑戦であり、国際秩序を再構築する意図とそれを実現
する経済力、外交力、軍事力、技術力をあわせ持つ唯一
の競争相手であると位置づけた。また、中国は、世界を
リードする大国となる野望を抱いており、急速に近代化
する軍事力に投資し、インド太平洋地域での能力を高
め、米国の同盟関係の浸食を試みているとしている。そ
して、世界は今、転換点にあり、中国との競争力を決める
上で今後10年は決定的な意味を持つとの考えを示した。
このような認識のもと、①競争力、イノベーション、抗た
ん性及び民主主義への投資、②同盟国やパートナーとの
連携、③米国の利益を守り将来のビジョンを築くための
中国との責任ある競争の3つを対中戦略の軸として掲げ
ている。そして、責任を持って競争を管理し、意図しない
軍事的エスカレーションのリスクを低減させ、最終的に
軍備管理の取組に中国を関与させる方策を通じて、より
大きな戦略的安定を追求するとしている。一方で、世界
経済の中心である中国は、共通の課題に対して大きな影
響力を持つことから、利害が一致する場合は常に中国と
協力することを厭わないとし、気候変動、核不拡散、世
界的な食糧危機などを協力すべき課題としてあげた。こ
のように、トランプ政権の対中抑止姿勢を引き継ぐ一方、
国境を越える課題への対処も重視し、中国との競争管理
や特定の分野における協調を打ち出している。

2022年10月に公表された「国家防衛戦略」（NDS）
においても、インド太平洋地域と国際システムを自らの

利益と権威主義の好みに合うように作り替えようとす
る、中国の威圧的でますます攻撃的になっている取組
は、米国の安全保障に対する最も包括的で深刻な挑戦で
あると位置づけた。そして、中国は、米国の軍事的優位
性を相殺することに重点を置き、ほぼ全ての側面で人民
解放軍を拡大・近代化していることから、「対応を絶え
ず迫ってくる挑戦」であるとし、中国に対する抑止力を
維持・強化するため、国防省は迅速に行動するとの考え
を示している。

また、2023年1月には、米連邦議会下院において超党
派による「米国と中国共産党間の戦略的競争に関する特
別委員会」を設立する決議案が可決されるなど、中国への
厳しい姿勢は超党派での共通の方針となってきている。

一方、中国は、こうした米国の姿勢は冷戦思考やゼロ
サムゲームといった古い主張であり、大国間競争を煽っ
ているとして反発している。また、中国は、自国の「核心
的利益と重大な関心事項」について妥協しない姿勢を示
しており、特に、「核心的利益の中の核心」と位置づける
台湾問題に関しては、米国の関与を強く警戒している。
2022年8月にペロシ米下院議長（当時）が訪台した際に
は、台湾周辺で大規模な軍事演習を実施するとともに、
米中間の各種協議を見合わせる対抗措置を発表するな
ど、米国に対し強硬な姿勢を示した。同年11月に実施さ
れた、バイデン政権初となる対面での米中首脳会談にお
いて双方は、競争管理方針の策定の重要性や、対話を継
続し、気候変動や食糧安全保障といった国際的な課題に
協力して対処していくことで合意したものの、台湾や人
権、貿易問題などの対立分野において双方の譲歩はみら
れなかった。また、2023年2月には米国本土上空で中国
の偵察気球が探知され、米軍が撃墜した。本件について
米国は、明白な主権侵害であるとともに、国際法違反で
ある旨を中国に伝達し、同月に予定していたブリンケン
国務長官の訪中を延期した。これに対し中国は、民間の
気象研究用の飛行船が不可抗力により迷い込んだ旨を主
張し、米国が同気球を撃墜したことについて強い不満と
抗議を表明した。

このように、様々な分野において米中の戦略的競争は
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一層顕在化してきているが、こうした米中の競争が顕著
に表れている分野の一つである機微技術や重要技術をめ
ぐって、米国は、中国に対する警戒感を一層強めている。
中国は、2022年10月の第20回党大会における習近平
総書記の報告において、「機械化・情報化・智能化（イン
テリジェント化）の融合発展を堅持」する旨を表明する
など、先端技術を用いた軍の「智能化」を推進している。
こうしたことを踏まえ、米国やその同盟国などから機微
技術や重要技術が流出することにより、中国の軍事力が
高まり、その結果、米国の安全保障が脅かされるとの認
識のもと、バイデン政権は、機微技術や重要技術の保
護・育成に力を入れている。2022年8月には「C

Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors
HIPS・

科学法」を成立させ、半導体分野における米国の競争力
強化を狙い、米国内で半導体を生産する企業を財政面で
支援する一方、支援を受けた事業者に対し、10年間は中
国を含む懸念国で先端半導体製造施設の拡張などを行わ
ないとの合意を商務長官と結ぶことを義務づけた。また、
同年10月には、軍事的意思決定の速度や精度を高める
高性能軍事システムなどで使用される技術や製品などを
入手・製造する中国の能力を制限するため、半導体関連
の輸出管理規制の強化を発表した。さらに、同年12月に
は、中国軍の近代化を支援しているとして、中国のAI半
導体関連企業を、米国からの輸出を規制するエンティ
ティ・リストに追加する措置をとっている。2023年2
月には、気球を含む中国軍の航空宇宙計画に対する支援
を理由に、中国の航空宇宙関連企業・団体をエンティ

ティ・リストに追加した。
一方、中国は、こうした米国の取組について、中国企

業に悪意ある封鎖を行っているなどとして批判してい
る。また、米国をはじめとする諸外国の規制強化に対し
ては、2020年以降、対抗措置となる法令などを相次い
で施行している。同年9月、米国のエンティティ・リス
トに対抗し、中国は、信頼できないとする取引先のエン
ティティ・リストを施行し、また同年12月には、国家の
安全と利益にかかわる技術などの輸出を管理するため輸
出管理法を施行した。さらに2021年1月には外国の法
律などの不当な域外適用から中国企業などを保護するこ
とを目的とした規則を成立させた。これに加え、同年6
月には反外国制裁法を施行し、前米国商務長官を含む米
国の個人及び組織に対する制裁措置を実施した旨を発表
した。また、2022年12月、中国商務部は、米国による
半導体関連の輸出管理措置について、国際経済貿易の秩
序を破壊するものだと批判し、W

World Trade Organization
TOに提訴した。2023

年2月には、台湾への度重なる攻撃的兵器の売却によっ
て中国の安全などを損なったとして、初めて米企業2社
を信頼できないとする取引先のエンティティ・リストに
追加している。

米中の技術分野における競争は、米中双方が新たな規
制を打ち出す相互の応酬が続き、また、米国は二国間及び
多国間での協力強化に動くなど、その影響が国際的な広
がりを見せており、今後一層激しさを増す可能性がある。

	 22	 インド太平洋地域における米中の軍事動向

1　全般
バイデン政権は、2022年2月に「インド太平洋戦略」

を発表し、中国からの増大する課題に直面しているイン
ド太平洋地域を最重視する姿勢を明確にした。その後発
表されたNSSにおいても、中国との競争はインド太平
洋地域で最も顕著であると指摘している。また、NDSに
おいても、中国は、インド太平洋地域における米国の同
盟と安全保障上のパートナーシップを弱体化させようと
し、経済的影響力や人民解放軍の強大化、軍事的フット
プリントなどその能力の増大を利用して、近隣諸国を威
圧しその利益を脅かそうと試みていると指摘し、インド
太平洋地域における中国の課題が最優先であると表明し

た。
インド太平洋地域を最重視するバイデン政権は、NSS

において、自由で開かれたインド太平洋は、同盟・パー
トナーの力の結集によってのみ達成可能との認識のも
と、日本、豪州、韓国、フィリピン及びタイの5か国の同
盟国との最も緊密なパートナーシップを深化していくと
表明している。また、クアッドやAUKUSも地域の課題
に取り組む上で重要であり、インド太平洋諸国と欧州諸
国間の連携により総合力を強化するほか、東南アジアと
太平洋諸島地域にも重点を置き、地域的な外交、開発及
び経済的な関与を拡大するとした。さらに、NDSにおい
ては自由で開かれた地域秩序を維持し、武力による紛争
解決の試みを抑止するため、インド太平洋地域における
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抗たん性のある安全保障構造を強化・構築し、わが国と
の同盟関係を近代化し、戦略立案と優先順位を統合的に
調整することで統合能力を強化する方針を示している。

また、2022年12月に成立した2023会計年度国防授
権法は、中露との戦略的競争などを重視した内容となっ
ており、中国による経済的威圧に対抗するための省庁間
タスクフォースの設置や台湾との安全保障協力を強化す
るための様々な条項を含む「台湾抗たん性強化法」、統合
運用の指揮権を有する司令部のインド太平洋軍責任地域
内への設置など、インド太平洋地域における米軍の態勢
や能力の強化に関する取組が、新たに加えられている。

わが国との関係においては、2023年1月の日米安全
保障協議委員会（日米「2＋2」）共同発表において、米国
はわが国を含むインド太平洋における戦力態勢を最適化
する決意を表明した。また、米国は、日米安全保障条約
第5条が尖閣諸島に適用される旨を繰り返し表明してお
り、バイデン政権においても、NSSにおいて、尖閣諸島
も含め、日米安保条約下での日本防衛に対する米国の揺
るぎないコミットメントを再確認しているほか、日米首
脳会談などにおいても、同方針を継続して確認している。

一方、中国は、これらの米国の姿勢に対し、中国の発
展を抑え込み、米国の覇権を擁護しようとしているなど
として反発しており、米国がインド太平洋地域での関与
を強化するとともに、クアッドなどの取組が強固な同盟
関係に成長することを警戒しているとみられる。また、
中国は経済成長などを背景に急速に軍事力を強化させて
おり、インド太平洋地域における米中の軍事的なパワー
バランスは変化している。米国は、中距離核戦力全廃条
約（I

Intermediate-Range Nuclear Forces
NF条約）や新戦略兵器削減条約（新S

Strategic Arms Reduction Treaty
TART）の枠

組みの外にあった中国が、地上発射型のミサイルの戦力
を一方的に強化してきていることに関し、軍備管理交渉
に中国を含めるべきであると主張し、中国のミサイル戦
力強化に一定の歯止めをかけたい意向を示してきたが、
中国は、まずは米国が率先して軍縮を実施するべきとし
て一貫して拒否1している。

米中の軍事的なパワーバランスの変化は、インド太平
洋地域の平和と安定に影響を与えうることから、南シナ
海や台湾をはじめとする同地域の米中の軍事的な動向に
ついて一層注視していく必要がある。

1 2019年12月11日付の中国外交部HPによる。

2　南シナ海
南シナ海をめぐる問題について、米国は、海上交通路

の航行の自由の阻害、米軍の活動に対する制約、地域全
体の安全保障環境の悪化などの観点から懸念を有してお
り、中国に対し国際的な規範の遵守を求めるとともに、
中国の一方的かつ高圧的な行動を累次にわたり批判して
いる。一方、中国は、米国が南シナ海の平和と安定に対す
る最大の脅威であると反発を示し、対立を深めている。

中国は1950年代以降、南シナ海における力の空白を
突いて進出を進め、西沙諸島の軍事拠点化などを推し進
めるとともに、2014年以降、南沙諸島において大規模
かつ急速な埋立てを実施してきた。2016年の比中仲裁
判断において、中国の埋立てなどの活動の違法性が認定
された後も、この判断に従う意思のないことを明確にし
て、同地域の軍事拠点化を進めている。

また、中国は、同地域での海空域における活動も拡大・
活発化させ、南シナ海における軍事演習や弾道ミサイル
の発射などを繰り返しており、2022年8月には空母「山
東」が南シナ海で訓練を実施した旨を発表した。2021年
6月には、中国軍機16機がマレーシア沿岸まで接近した
ことをマレーシア空軍が発表するなど、周辺国との緊張
を高めるような行動もみられる。さらに、豪軍哨戒機が
南シナ海上空を飛行中、中国軍戦闘機から危険な妨害行
為を受けた旨を2022年6月に豪州が発表したほか、同年
12月には、南シナ海上空で中国軍戦闘機が米軍機に異常
接近した旨を米国が発表するなど、南シナ海で活動する
他国軍に対する妨害行為も繰り返されている。

さらに、中国は、軍のみならず、海警法において「海上
法執行機関」とされている海警やいわゆる海上民兵を活
用して、周辺諸国に対しての圧力を強めるとともに、現
状変更を試みている。海警船が漁船に対し威嚇射撃を行
うなど、周辺諸国の南シナ海における漁業活動に支障が
生じる事案が発生しているほか、2023年2月には、セカ
ンドトーマス礁付近において、フィリピン海軍に対する
補給支援を実施中の沿岸警備隊の船舶に対し、中国海警
船が軍事級レーザーを使用したとして、マルコス大統領
が駐フィリピン中国大使を呼び出し、深刻な懸念を表明
するなど、他国の活動の妨害を試み、中国の主権を主張
するような活動がみられる。2021年2月に施行された
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海警法についても、曖昧な適用海域や武器使用権限な
ど、国際法との整合性の観点から問題がある規定を含ん
でおり、周辺諸国から中国の動きに対する懸念の声が出
ている。また、海上民兵についても、2021年3月、フィ
リピン政府はウィットサン礁付近で中国民兵船約220
隻を確認した旨を発表し、懸念を表明している。中国の
政治的目標を達成するための、武力衝突を引き起こすに
は至らない範囲での強制的活動において、海上民兵は主
要な役割を果たしていると指摘されており2、こうした非
対称戦略にも注目する必要がある。

2節2項6（5）（南シナ海における動向）、7節（東南
アジア）

米国は、従来、南シナ海をめぐる問題について中国の
行動を批判し、また、「航行の自由作戦」などを実施して
きた。

バイデン政権においても、中国による南シナ海での海
洋権益に関する主張について米国は拒否するとしたうえ
で、中国の圧力に直面する東南アジア諸国とともに立ち
上がると表明し、一貫した対中抑止の厳しい姿勢を示し
ている。2021年7月には、比中仲裁判断から5年を迎え
たことを受けブリンケン国務長官が声明を発表し、中国
に対して国際法の義務を順守することを改めて求めた。
2022年1月には、米国務省が、南シナ海における中国の
海洋権益主張を国際法に照らして検討した報告書を公表
し、南シナ海の大部分に及ぶ中国の主張は不法であり、
海洋における法の支配を深刻に損なうと指摘している。
また、同年11月には、ハリス副大統領がフィリピンを訪
問し、南シナ海におけるフィリピン軍などへの武力攻撃
に対する相互防衛義務へのコミットを再確認するととも
に、フィリピン海洋法執行機関などヘの支援を新たに発
表するなど、南シナ海沿岸国との連携をさらに強化する
姿勢をみせている。

加えて、米国は、南シナ海における軍事的な取組を強
化させてきている。中国などによる行き過ぎた海洋権益
の主張に対抗するため、「航行の自由作戦」を継続的に実
施するとともに、2020年7月、2014年以降初めて2個
空母打撃群による合同演習を実施し、バイデン政権発足
後も、2021年2月以降、同様の演習を複数回にわたり実
施している。さらに、わが国や英国、オーストラリア、オ
ランダ、カナダ、シンガポール、インドネシア、フィリピ

2 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2022年）による。

ンといったパートナー国との共同訓練も実施している。
それに対し、中国は、地域の平和や安定につながらない
などと米国を批判している。

今後、南シナ海において、法の支配に基づく自由で開
かれた秩序の形成が重要である中、軍事的な緊張が高ま
る可能性があり、「自由で開かれたインド太平洋（F

Free and Open Indo-Pacific
OIP）」

というビジョンを米国とともに推進するわが国として
も、高い関心を持って注視していく必要がある。

3　台湾
中国は、台湾は中国の一部であり、台湾問題は内政問

題であるとの原則を堅持しており、「一つの中国」の原則
が、中台間の議論の前提であり、基礎であるとしている。
また、中国は、外国勢力による中国統一への干渉や台湾
独立を狙う動きに強く反対する立場から、両岸問題にお
いて武力行使を放棄していないことをたびたび表明して
いる。2005年3月に制定された「反国家分裂法」では、

「平和的統一の可能性が完全に失われたとき、国は非平
和的方式やそのほか必要な措置を講じて、国家の主権と
領土保全を守ることができる」とし、武力行使の不放棄
が明文化されている。また、2022年10月、習総書記は、
第20回党大会における報告の中で、両岸関係について、

「最大の誠意をもって、最大の努力を尽くして平和的統
一の未来を実現」するとしつつも、「台湾問題を解決して
祖国の完全統一を実現することは、中華民族の偉大な復
興を実現する上での必然的要請」であり、「決して武力行
使の放棄を約束せず、あらゆる必要な措置をとるという
選択肢を残す」との立場を改めて表明した。

一方、米国は、NSSにおいて、台湾海峡の平和と安定
の維持に変わらぬ関心を持ち、中台いずれの側によるも
のであっても一方的な現状変更に反対であり、台湾の独
立を支持せず、台湾関係法、3つの米中共同コミュニケ、
6つの保証により導かれる「一つの中国」政策に引き続
きコミットする考えを示した。そのうえで台湾の自衛を
支援し、台湾に対するいかなる武力行使や威圧にも抵抗
する米国の能力を維持するという、台湾関係法に基づく
コミットメントを守る考えを示している。

バイデン政権は、中国を米国にとって最も重大な地政
学的挑戦で、国際秩序を再構築する意図及び能力を備え
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た唯一の競争相手と位置づけ、台湾をめぐる問題などに
ついては、同盟国やパートナー国との協力によって中国
を牽制する外交姿勢を鮮明にしている。例えば、バイデ
ン政権発足以降、日米首脳会談、G7首脳会談、米EU首
脳会談などの国際会議の場において、「台湾海峡の平和
と安定」の重要性が繰り返し言及されている。さらに、
バイデン政権は、国連加盟国に対し、台湾が国連システ
ムへ意味のある参加をすることへの支援を呼びかけるな
ど、台湾の国際的地位を高める取組を推進している。

また、米国は、台湾関係法に基づき台湾への武器売却
を決定してきており、バイデン政権発足以降も、自走榴
弾砲や航空機搭載型ミサイルの売却や防空ミサイルシス
テムの維持補修など、継続的な売却が行われている。米
艦艇による台湾海峡通過をバイデン政権発足以降も定期
的に実施し、加えて、2021年10月には、蔡英文総統が
米メディアのインタビューにおいて、米軍が訓練目的で
台湾に来訪していることを認める発言を行っている。

さらに、米国は、政府のみならず、議会も台湾に対す
る支援を一層強化する方針を示してきている。2022年
には、ペロシ米下院議長（当時）をはじめ、米国の議員ら
がたびたび台湾を訪れ、蔡総統などと会見し、米台関係
の強化などについて意見交換を行ったとされる。さらに、
同年12月に成立した2023会計年度国防授権法では、台
湾との安全保障協力を強化するための「台湾抗たん性強
化法」の承認や、2023年から2027年の5年間で、最大
100億ドルの軍事融資を行うことを承認するなどの内容
が盛り込まれている。

これに対し、中国は、台湾周辺での軍事活動をさらに
活発化させている。台湾国防部の発表によれば、2020
年9月以降、中国軍機による台湾周辺空域への進入が増
加しており、2021年には延べ970機以上が同空域に進
入し、2022年には前年を大きく上回る延べ1,700機以

3 1950年代に米国が設定したとされる台湾海峡上の線。台湾側は座標を公表するなど「中間線」の存在を主張する一方、中国側は「台湾は中国の不可分の一
部であり、いわゆる『中間線』は存在しない」との立場を主張しているが、これまでは「中間線」を越える軍用機の飛行はほとんどみられなかった。

4 1992年に中台当局が「一つの中国」原則について共通認識に至ったとされるもの。当事者とされる中国共産党と台湾の国民党（当時の台湾与党）の間で「一
つの中国」にかかる解釈が異なるとされるほか、台湾の民進党は「92年コンセンサスを受け入れていない」としてきている。

上の航空機が台湾周辺空域に進入した。また、同空域へ
の進入アセットについては、従来の戦闘機や爆撃機に加
え、2021年以降、攻撃ヘリ、空中給油機、UAVなどが
確認されたと発表されている。

2022年8月2日、ペロシ米下院議長（当時）の台湾訪
問に伴い、中国は、台湾周辺において一連の統合軍事行
動を実施すると発表し、台湾を取り囲む6つの訓練エリ
アの設定を公表した。同月4日、中国は、9発の弾道ミサ
イルの発射を行い、このうち5発はわが国の排他的経済
水域（E

Exclusive Economic Zone
EZ）内に、また、最も近いものは与那国島から約

80kmの地点に着弾した。このことは、地域住民に脅威
と受け止められた。この軍事演習では、戦時における台
湾の封鎖、対地・対艦攻撃、制海権・制空権の獲得及び
サイバー攻撃や「認知戦」などのグレーゾーン事態に関
する作戦といった、対台湾侵攻作戦の一部が演練された
可能性があると考えられる。

さらに、台湾国防部の発表によれば、中国軍はペロシ
米下院議長訪台以降、軍用機の台湾海峡における中台

「中間線」3以東空域への進入を断続的に実施していると
される。

解説「台湾をめぐる中国の軍事動向」

こうした台湾周辺での中国側の軍事活動の活発化と台
湾側の対応により、中台間の軍事的緊張が高まる可能性
も否定できない状況となっている。

バイデン政権が軍事面において台湾を支援する姿勢を
鮮明にしていく中、台湾問題を「核心的利益の中の核心」
と位置づける中国が、米国の姿勢に妥協する可能性は低
いと考えられ、台湾をめぐる米中間の対立は一層顕在化
していく可能性がある。台湾をめぐる情勢の安定は、わ
が国の安全保障にとってはもとより、国際社会の安定に
とっても重要であり、わが国としても一層緊張感を持っ
て注視していく必要がある。

	 33	 台湾の軍事力と中台軍事バランス

1　中国との関係
2016年に就任した民進党の蔡英文総統は、「一つの中

国」を体現しているとする「92年コンセンサス」につい
て一貫して受け入れていない旨を表明している4。これに
対して中国は、民進党が「92年コンセンサス」の受け入
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れを拒否することで一方的に両岸関係の平和的発展とい
う政治的基礎を破壊しているなどと批判するとともに、

「92年コンセンサス」を堅持することは両岸関係の平
和・安定にとって揺るがすことができない基礎であると
強調している。

また、台湾に対する「一国二制度」の適用について、習
総書記は2019年1月の「台湾同胞に告げる書」40周年
記念大会で、「台湾での『一国二制度』の具体的な実現形
式は、台湾の実情を十分に考慮する」などと提起した。
これに対し、蔡総統は即日、「一国二制度」を断固受け入
れないとする談話を発表し、「公権力を有する機関同士」
の対話を呼びかけた。さらに、2021年10月、習総書記
は辛亥革命110周年を記念する式典において、「国家を
分裂させるものは全て、これまでも良い結末はなく、必
ずや人民に唾棄され、歴史的な審判を受けるであろう」
と述べ、蔡政権を改めてけん制した。一方、蔡総統は同
月の双十節での演説において「現状維持が我々の主張で
ある」としつつ、「中華民国と中華人民共和国は互いに隷
属しないことを堅持」すべきと述べ、両岸の対立を双方
の対等な立場での対話によって解決する姿勢を強調して
いる。

国際社会と台湾の関係については、蔡総統の一期目就
任前後から、国際機関が主催する会議などにおいて、こ
れまで参加していたものを含め、相次いで台湾代表が出
席を拒否されたり、台湾に対する招待が見送られたりす
るなどしている5。さらに、2023年3月にホンジュラス
が台湾と断交して中国と外交関係を樹立したことによ
り、台湾の国交国は2016年5月の蔡政権発足当初の22
か国から13か国に減少している。台湾当局はこれらを

「中国による台湾の国際的空間を圧縮する行為」などと
し、強い反発を示している。

2　台湾の軍事力と防衛戦略
台湾軍の戦力は、現在、海軍陸戦隊を含めた陸上戦力

が約10万4,000人である。陸軍の編成については、従来
の軍団などを廃止し、統合作戦組織である作戦区を常設
する計画が進められているとされ、この理由について台
湾国防部長は、平時と戦時が結合した統合作戦の遂行に
有利とするためと説明している。このほか、有事には

5 2019年9月24日付の台湾外交部HPによる。

陸・海・空軍合わせて約166万人の予備役兵力を投入
可能とみられており、2022年1月には、予備役や官民の
戦時動員にかかわる組織を統合した全民防衛動員署が設
立され、有事の際の動員体制の効率化が図られている。
海上戦力については、米国から導入されたキッド級駆逐
艦のほか、自主建造したステルスコルベット「沱

だ
江
こう

」な
どを保有している。台湾は現在、「国艦国造」と称する艦
艇自主建造計画を推進しており、「沱江」級コルベットを
2026年までに11隻、国産の潜水艦を最終的に8隻程度
それぞれ建造する計画などが進められている。航空戦力
については、F-16（A/B及びA/B改修V型）戦闘機、ミ
ラージュ2000戦闘機、経国戦闘機などを保有している。
2021年11月、台湾初のF-16A/B改修V型から編成さ
れる部隊が嘉義基地に発足し、米国から導入予定である
新造のF-16V戦闘機を含め、より長射程のミサイルを
搭載できる戦闘機の配備が強化されている。

台湾は1951年から徴兵制を採用してきたが、兵士の
専門性を高めることなどを目的として志願制への移行が
進められ、徴兵による入隊は2018年末までに終了した。
それ以降も、適齢男性（18～36歳）に対する4か月間の
軍事訓練義務が維持されてきたが、2022年12月、蔡政
権は、2024年から適齢男性に対する義務兵役を復活し、
その期間を1年間とすることを決定した。新兵役制度で
は、従来の軍事訓練義務よりも訓練内容を強化すると
し、具体的には、新装備の操作訓練の強化や実戦的な訓
練への参加などが義務づけられる予定であるとされる。

一方、中国は、台湾に対する武力行使を放棄しない意
思を示し続けており、航空・海上封鎖、限定的な武力行
使、航空・ミサイル作戦、台湾への侵攻といった軍事的
選択肢を発動する可能性があり、その際、米国の潜在的
な介入の抑止又は遅延を企図することが指摘されてい
る。報道によれば、2021年12月、台湾国防部が立法院
に提出した中国の台湾侵攻プロセスに関する非公表の報
告書において、中国は初期段階において、演習の名目で
軍を中国沿岸に集結させるとともに、「認知戦」を行使し
て台湾民衆のパニックを引き起こした後、海軍艦艇を西
太平洋に集結させて外国軍の介入を阻止する、続いて、

「演習から戦争への転換」という戦略のもとで、ロケット
軍及び空軍による弾道ミサイル及び巡航ミサイルの発射
が行われ、台湾の重要軍事施設を攻撃すると同時に、戦
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略支援部隊が台湾軍の重要システムなどへのサイバー攻
撃を実行する、最終的には、海上・航空優勢の獲得後、
強襲揚陸艦や輸送ヘリなどによる着上陸作戦を実施し、
外国軍の介入の前に台湾制圧を達成するとされている。

このような中国の動向に対し、台湾は、蔡総統のもと、
「防衛固守・重層抑止」と呼ばれる戦闘機、艦艇などの主
要装備品と非対称戦力を組み合わせた多層的な防衛態勢
により、中国の侵攻を可能な限り遠方で阻止する防衛戦
略を打ち出している。この戦略のもとに、機動、隠蔽、分
散、欺瞞、偽装などにより、敵の先制攻撃による危害を
低減させ、軍の戦力を確保する「戦力防護」、航空戦力や
沿岸に配置した火力により局地的優勢を確保し、統合戦
力を発揮して敵の着上陸船団を阻止・殲滅する「沿海決
勝」、敵の着上陸、敵艦艇の海岸部での行動に際し、陸・
海・空の兵力、火力及び障害で敵を錨地、海岸などで撃
滅し、上陸を阻止する「海岸殲滅」からなる防衛構想を
提起している6。これは、中台間に圧倒的な兵力差がある
中で、中国軍の作戦能力を消耗させ、着上陸を阻止・減
殺するねらいがあるとともに、中国軍の侵攻を遅らせ、
米軍介入までの時間稼ぎを想定しているとみられる。台
湾は、「防衛固守・重層抑止」を完遂するために、国産の
非対称戦力や長射程兵器の開発生産を拡充するととも
に、米国から高性能・長射程の武器を導入することで、
中国軍の侵攻をより遠方で制約することを企図している
とみられる。台湾は現在、海・空戦力や長射程ミサイル
などの国産開発を強化しており、2021年11月には、海
空戦力などの拡充のための特別予算案が可決され、5年
間で2,400億台湾ドル（約9,500億円）を自主開発装備
の取得に投入することを決定した。これに加え、台湾は
米 国 か ら、高 機 動 ロ ケ ッ ト 砲 シ ス テ ム「M142」

（HIMARS）、地対艦ミサイルシステム「RGM-84L-4」
（ハープーン）、長距離空対地ミサイル「AGM-84H」
（SLAM-ER）などを取得することを決定している。

2021年11月、蔡政権下では3回目となる、過去2年
間の国防政策の取組を国民に示す国防報告書（2021年
国防報告書）が公表された。同報告書では、「防衛固守・
重層抑止」の防衛戦略が維持されつつ、中国のグレー
ゾーン脅威の項目が新たに設けられるなど、中国のグ
レーゾーン戦略に対する台湾の強い警戒感が示された。

6 なお、2021年の「4年ごとの国防総検討」（QDR：Quadrennial Defense Review）及び国防報告書では、「対岸拒否、海上攻撃、水際撃破、海岸殲滅」と
の用兵理念が提示されており、敵を重層的に阻止するとともに統合火力攻撃を行い、敵の作戦能力を逐次弱体化し、敵の攻勢を瓦解させ、敵の上陸侵攻を
阻み、台湾侵攻を失敗させる、と説明されている。

同報告書は、中国のグレーゾーン戦略を「戦わずして台
湾を奪取する」手段であると認識し、具体的には、情報
収集やインフラ・システム攻撃などによるサイバー攻
撃、SNSなどを通じた「三戦」（心理戦、輿論戦、法律戦）
の展開や偽情報の散布などによって一般市民の心理を操
作・かく乱し、台湾社会の混乱を生み出そうとする「認
知戦」などの例をあげている。こうした中国の脅威に対
し、台湾は非対称戦力や国産兵器の拡充、米国からの武
器購入、統合訓練の強化、サイバー作戦能力の向上、中
国の認知戦に対するリテラシー教育の強化、「全民防衛
動員署」の設立による動員体制の強化などの取組を行っ
たとしている。

このほか、台湾は、中国軍の侵攻を想定した大規模軍
事演習「漢光」を毎年実施しており、一連の演習を通じ
台湾軍の防衛戦略を検証しているものと考えられてい
る。近年の「漢光」演習では、対着上陸や迎撃などの演目
のほか、対サイバー戦、海軍と海巡署の共同訓練といっ
た対グレーゾーン戦略を意識した訓練が行われている。
2022年の「漢光38号」演習では、ウクライナ侵略を踏
まえた訓練内容が設定されたとされており、具体的に
は、対戦車ミサイル「ジャベリン」を使用した反撃訓練、
予備役を最前線に配置した戦闘訓練、全市民参加型の防
空演習、対サイバー戦及び対認知戦演習などが行われた。

3　中台軍事バランス
中国が継続的に高い水準で国防費を増加させる一方、

2023年度の台湾の国防費は約4,092億台湾ドルと約20
年間でほぼ横ばいである。同年度の中国の公表国防費は
約1兆5,537億元であり、台湾中央銀行が発表した為替
レートで米ドル換算して比較した場合、台湾の約17倍
となっている。なお、中国の実際の国防支出は公表国防
費よりも大きいことが指摘されており、中台国防費の実
際の差はさらに大きい可能性がある。このような中、蔡
総統は、国防予算を増額するよう指示している。

米国防省が2022年11月に公表した「中国の軍事及び
安全保障の発展に関する年次報告書（2022）」によれば、
中国軍の対台湾侵攻戦力を以下のように評価している。
・・　陸軍は、水陸両用作戦を遂行可能な6個合成旅団を
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編成しており、そのうち4個旅団が台湾を作戦範囲と
する東部戦区に、2個旅団が南部戦区に編成されてい
る。

・・　海軍は、新型の攻撃潜水艦や対空能力を備えた水上
戦闘艦艇などを配備し、第1列島線内における海上優
勢の獲得や第3国の介入阻止を完遂するための体制を
構築している。現在、大規模な台湾侵攻に必要と考え
られる数の揚陸艦や上陸舟艇への投資は行っていな
いものの、民間の輸送船などによって不足分を補おう
としている可能性がある。

・・　空軍は、対空・対地作戦を実施するための先進的航
空機を獲得しているほか、台湾侵攻時に軍の作戦を支
援するための高いISR能力を保有している。また、給
油能力の向上により、より遠隔地での活動を可能とす
る能力を向上させている。

・・　ロケット軍は、台湾の軍事施設など高価値の目標に
対するミサイル攻撃を行い、台湾の防衛力を低下さ
せ、戦意を喪失させることを企図している。
これに加え、同報告書は、台湾侵攻時においては、戦

略支援部隊がサイバー戦や心理戦を実施するほか、
2016年に新編された聯勤保障部隊が統合的な後方支援
任務を担う旨指摘している。

中台の軍事力の一般的な特徴については次のように考
えられる。

①　陸軍力については、中国が圧倒的な兵力を有して
いるものの、台湾本島への着上陸侵攻能力は現時
点では限定的である。しかし、近年、中国は大型揚
陸艦の建造・就役など着上陸侵攻能力を着実に向
上させるとともに、民間の輸送船などの動員に
よって、輸送能力の向上を図っているとみられる。
これに対し、台湾側も近年、対戦車ミサイル「ジャ
ベリン」などの非対称兵器を使用した訓練の強化
や、予備役や今後復活予定の徴兵対象者の戦闘訓
練への参加など、対着上陸能力向上に向けた取組
を行っている。

②　海・空軍力については、電磁カタパルト搭載の可

能性が指摘される2隻目の国産空母の進水や、第5
世代戦闘機であるJ-20の作戦部隊への配備など、
中国の海・空軍力が質的にも量的にも急速に強化
されている。一方、台湾は、海空戦力増強のための
特別予算を可決するなど海空戦力の強化に努めて
いるものの、その戦力差は中国に有利な方向に拡
大する傾向にある。

③　ミサイル攻撃力については、中国は台湾を射程に
収める短距離弾道ミサイルや多連装ロケット砲な
どを多数保有している。これに対し台湾は、米国か
ら導入したPAC-2の性能向上及びPAC-3の新規
導入を進めるなどミサイル防衛能力を強化してい
るが、飽和攻撃への対応には限界があると指摘さ
れている。また、台湾は、射程1,200kmとも言われ
る地対地ミサイル「雄昇」などの長射程巡航ミサイ
ルの開発・生産を行っていることが指摘されると
ともに、米国から長射程空対地ミサイル「AGM-
158」の導入を目指しているとされるなど、スタン
ドオフ攻撃能力の向上を図っている。

軍事能力の比較は、兵力、装備の性能や量だけではな
く、想定される軍事作戦の目的や様相、運用態勢、要員
の練度、後方支援体制など様々な要素から判断されるべ
きものであるが、中台の軍事バランスは全体として中国
側に有利な方向に急速に傾斜する形で変化している。

中国は、台湾周辺における威圧的な軍事活動を活発化
させており、国際社会の安全と繁栄に不可欠な台湾海峡
の平和と安定については、わが国を含むインド太平洋地
域のみならず、国際社会全体において急速に懸念が高
まっている。

力による一方的な現状変更はインド太平洋のみなら
ず、世界共通の課題との認識のもと、わが国としては、
同盟国たる米国や同志国、国際社会と連携しつつ、関連
動向を一層の緊張感を持って注視していく。

図表Ⅰ-3-3-1（台湾軍の配置）、図表Ⅰ-3-3-2（中台
軍事力の比較）、図表Ⅰ-3-3-3（台湾の防衛当局予算
の推移）、図表Ⅰ-3-3-4（中台の近代的戦闘機の推移）

 参照
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図表Ⅰ-3-3-1 台湾軍の配置

嘉義

花蓮

基隆

左営／高雄

志航

松山（台北）

新竹

清泉崗

蘇澳

台南

馬公

海軍陸戦隊指揮部

空軍司令部
海軍司令部

陸軍司令部

馬祖防衛
指揮部

澎湖防衛指揮部

金門防衛
指揮部

屏東

馬祖列島

台北
桃園

金門島

高雄

澎湖諸島

第５作戦区

第３作戦区

第２作戦区

第４作戦区

第１作戦区

95 令和5年版 防衛白書

第3節 米国と中国の関係など

第
3
章

諸
外
国
の
防
衛
政
策
な
ど

第
Ⅰ
部

防衛2023_1-3-03.indd   95防衛2023_1-3-03.indd   95 2023/06/23   9:13:162023/06/23   9:13:16



図表Ⅰ-3-3-2 中台軍事力の比較

（注）　資料は、「ミリタリー・バランス（2023）」などによる。
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図表Ⅰ-3-3-3 台湾の防衛当局予算の推移
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図表Ⅰ-3-3-4 中台の近代的戦闘機の推移

（注）　ミリタリー・バランス(各年版)による
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	第4節	 朝鮮半島
朝鮮半島では、半世紀以上にわたり同一民族の南北分

断状態が続き、現在も、非武装地帯（D
Demilitarized Zone

MZ）を挟んで
150万人程度の地上軍が厳しく対峙している。

このような状況にある朝鮮半島の平和と安定は、わが

国のみならず、東アジア全域の平和と安定にとって極め
て重要な課題である。

図表Ⅰ-3-4-1（朝鮮半島における軍事力の対峙） 参照

図表Ⅰ-3-4-1 朝鮮半島における軍事力の対峙
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	 11	 北朝鮮

1	 2016年5月当時は国防委員会第1委員長。同年6月に開催された最高人民会議において、国防委員会を国務委員会に改め、金正恩氏が「国務委員長」に就
任したことを受け、金正恩氏の役職は国務委員長に統一している。

2	 朝鮮労働党第7回大会決定書「朝鮮労働党中央委員会事業総括について」（2016年5月8日）では、「軍事先行の原則で軍事を全ての事業に優先させ、人民
軍隊を核心、主力として革命の主体を強化し、それに依拠して社会主義偉業を勝利のうちに前進させていく社会主義基本政治方式」とされる。

1　全般
北朝鮮の金

キム・ジョンウン
正恩国務委員長（以下「金委員長」とい

う。）1は2016年5月、経済建設と核武力建設を並行して
進めていくという、いわゆる「並進路線」を「先軍政治」2

と併せて堅持する旨明らかにした。実際に、北朝鮮は同
年から翌2017年にかけて3回の核実験や多数の弾道ミ
サイルの発射を強行し、国家核武力の完成を実現した旨
発表したが、こうした動きを受け、国連安保理決議によ
る制裁が強化されたほか、わが国や米国が独自の措置を
講じてきた。

転じて2018年に入ると、金委員長は「並進路線」が貫
徹されたとし、「社会主義経済建設に総力を集中」する

「新たな戦略的路線」を発表した。米朝や南北間の対話機
運が高まる中、金委員長は「核実験と大陸間弾道ロケッ
ト試験発射」の中止決定、核実験場の爆破公開などを進
め、同年6月の米朝首脳会談で朝鮮半島の完全な非核化
の意思を表明した。

しかし、2019年2月の米朝首脳会談は、双方が合意に
達することなく終了し、金委員長は同年12月、米国の対
北朝鮮敵視が撤回されるまで、戦略兵器開発を続ける旨
表明した。また、2021年1月には、米国を敵視して「核
戦争抑止力を一層強化」するなど、核・ミサイル能力の
開発を継続する姿勢を示した。

その後も北朝鮮は米国の対北朝鮮姿勢を批判しつつ、
「自衛的」な権利として核武力をはじめとする軍事力強
化への意思を表明し続けている。2022年を通じ、北朝
鮮はかつてない高い頻度で弾道ミサイル等の発射を繰り
返した。同年2月以降、北朝鮮は大陸間弾道ミサイル

（ICBM）級弾道ミサイルの発射を再開しつつ、9月には
核兵器の使用条件などを規定する法令を採択し、金委員
長が「絶対に核を放棄することはできない」と主張した。
11月18日のICBM級「火星17」型発射後には、発射試
験によってその性能を明確に検証したとし、今後も核戦
力を拡大・強化していく旨発表した。また同時に、変則

的な軌道で飛翔する弾道ミサイルや「極超音速ミサイル」
と称するミサイルなどの発射を繰り返しているほか、「戦
術核兵器」の搭載を念頭に長距離巡航ミサイルの実用化
を追求するなど、北朝鮮は核・ミサイル関連技術と運用
能力の向上に注力してきている。

これまでも北朝鮮は、6回の核実験に加え、核兵器の
運搬手段たる弾道ミサイルの発射を繰り返し、大量破壊
兵器や弾道ミサイルの開発推進及び運用能力の向上を
図ってきた。技術的には、わが国を射程に収める弾道ミ
サイルについては、必要な核兵器の小型化・弾頭化など
を既に実現し、これによりわが国を攻撃する能力を保有
しているとみられるが、前述のように、北朝鮮は今後も
引き続き核・ミサイルをはじめとする戦力・即応態勢の
維持と一層の強化に努めていくものと考えられる。

また、北朝鮮はサイバー部隊の強化を進めているとみ
られるほか、大規模な特殊部隊を保持している。2023
年1月の最高人民会議における北朝鮮の発表によれば、
北朝鮮の同年度予算に占める国防費の割合は15.9％と
なっているが、これは実際の国防費の一部にすぎないと
みられ、深刻な経済的困難に直面し、人権状況も全く改
善されない中にあっても、軍事面に資源を重点的に配分
し続けている。加えて、北朝鮮は、わが国を含む関係国
に対する挑発的言動を繰り返してきた。

北朝鮮のこうした軍事動向は、わが国の安全保障に
とって、従前よりも一層重大かつ差し迫った脅威となっ
ており、地域と国際社会の平和と安全を著しく損なうも
のである。

北朝鮮の核開発・保有が認められないことは当然であ
り、弾道ミサイルなどの開発・配備状況、朝鮮半島にお
ける軍事的対峙、大量破壊兵器やミサイルの拡散の動き
などとも併せ、わが国として強い関心を持って注視して
いく必要がある。また、拉致問題については、引き続き、
米国をはじめとする関係国と緊密に連携し、一日も早い
全ての拉致被害者の帰国を実現すべく、全力を尽くして
いく。
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2　軍事態勢
（1）全般

北朝鮮は、南北分断下で一貫して軍事力を増強してき
たが3、冷戦終結による旧ソ連圏からの軍事援助の減少や
経済低迷、韓国軍の近代化といった要因から、装備の多
くは旧式化し、通常戦力では韓国軍及び在韓米軍に対し
て著しい質的格差がみられる。それでも、北朝鮮の総兵
力は陸軍を中心とした約128万人にのぼり、DMZ付近
に展開する砲兵部隊を含め、依然として大規模な軍事力
を維持している。また、情報収集や破壊工作などに従事
する大規模な特殊部隊などを保有しているほか、全土に
わたって多くの軍事関連の地下施設が存在するとみられ
ていることも、北朝鮮の特徴の一つである。

さらに、北朝鮮は、体制を維持するため、大量破壊兵
器や弾道ミサイルなどの増強に集中的に取り組むこと
で、独自の核抑止力構築や、米韓両軍との紛争における
対処能力の向上を企図していると考えられる。米国全土
を射程に含むICBM級弾道ミサイルの開発推進と同時
に、近年、低空を変則的な軌道で飛翔することが可能な
短距離弾道ミサイル（SRBM）などを繰り返し発射し、
急速に関連技術や運用能力の向上を図っており、その発
射態様も鉄道発射型や潜水艦発射型など多様化させつ
つ、より実戦的なSRBM戦力の拡充に努めているとみら
れる。また、2021年1月に金委員長が「中長距離巡航ミ
サイルをはじめとする先端核戦術兵器」や「戦術核兵器」
の開発を掲げて以降、北朝鮮は実際に長距離巡航ミサイ
ルの試験発射を成功させた旨の発表や、「戦術核運用部
隊」の訓練と称する弾道ミサイルの発射などを行ってい
る。

一連の開発・発射の背景には、体制維持・生存のため、
核兵器及び長射程弾道ミサイルの保有による核抑止力の
獲得に加え、米韓両軍との間で発生しうる通常戦力や戦
術核を用いた武力紛争においても対処可能な手段を獲得

3	 北朝鮮は、1962年に朝鮮労働党中央委員会第4期第5回総会で採択された、全軍の幹部化、全軍の近代化、全人民の武装化、全土の要塞化という四大軍事
路線に基づいて軍事力を増強してきた。

4	 例えば、金委員長は、2021年1月の朝鮮労働党第8回大会において、「現代戦において作戦任務の目的と打撃対象に応じ様々な手段で適用することのでき
る戦術核兵器を開発」する、「朝鮮半島地域における各種の軍事的脅威を、主動性を維持しつつ徹底的に抑止して統制、管理する」と表明したほか、2022
年9月には「戦術核運用手段を不断に拡張し、適用手段の多様化をさらに高い段階で実現して核戦闘態勢を各方面から強化していく」と述べている。

5	 2021年1月の同大会時の北朝鮮による発表などにおいては「国防科学発展及び武器体系開発5か年計画」という名称への直接的な言及はみられなかったが、
同年9月13日に長距離巡航ミサイルの発射を発表した際、北朝鮮メディアによって、このミサイル開発事業が「党第8回大会が提示した国防科学発展及び
武器体系開発5か年計画重点目標の達成」のために意義をもつものであるとして、初めて公に言及されたとみられる。

6	 サーマン在韓米軍司令官（当時）は、2012年10月の米陸軍協会における講演で「北朝鮮は、世界最大の特殊部隊を保有しており、その兵力は6万人以上に
上る」と述べているほか、韓国の「2022国防白書」は、北朝鮮の「特殊作戦軍」について、「兵力約20万人に達するものと評価される」と指摘している。

するという狙いがあるものとみられる4。北朝鮮は、
2021年1月の朝鮮労働党第8回大会で提示されたとさ
れる「国防科学発展及び武器体系開発5か年計画」（以下

「5か年計画」という。）に沿って核・ミサイルをはじめ
とする軍事力を強化していく旨を累次にわたって明らか
にしており5、引き続きこの「5か年計画」のもとで各種
兵器の研究開発・運用能力向上に注力していくものと考
えられる。

（2）軍事力
陸上戦力は、約110万人を擁し、兵力の約3分の2を

DMZ付近に展開しているとみられる。その戦力は歩兵
が中心だが、戦車3,500両以上を含む機甲戦力と火砲を
有し、また、240mm多連装ロケットや170mm自走砲
といった長射程火砲をDMZ沿いに配備していると考え
られ、ソウルを含む韓国北部の都市・拠点などが射程に
入っている。

海上戦力は、約790隻、約10万トンの艦艇を有する
が、ミサイル高速艇などの小型艦艇が主体である。また、
旧式のロメオ級潜水艦約20隻のほか、特殊部隊の潜入
などに用いるとみられる小型潜水艦約30隻とエアクッ
ション揚陸艇約140隻を有している。

航空戦力は、約550機の作戦機を有しており、その大
部分は、中国や旧ソ連製の旧式機であるが、MiG-29戦
闘機やSu-25攻撃機といった、いわゆる第4世代機も少
数保有している。また、旧式ではあるが、特殊部隊の輸
送に使用されるとみられるAn-2輸送機を多数保有して
いる。

また、いわゆる非対称戦力として、大規模な特殊部隊6

を保有しているほか、近年は非対称的な戦力としてサイ
バー部隊を強化し、軍事機密情報や核・ミサイル開発の
ための資金の窃取、他国の重要インフラへの攻撃能力の
開発を行っているとみられている。
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3　大量破壊兵器・ミサイル戦力
金委員長は、2021年1月の朝鮮労働党第8回大会にお

いて、今後の目標として、「戦術核兵器」の開発など核技
術の高度化、核先制及び報復打撃能力の高度化などに加
え、「極超音速滑空飛行弾頭」、水中及び地上発射型の固
体燃料推進式大陸間弾道ミサイル（ICBM）といった様々
な兵器の開発にも具体的に言及し、核・ミサイル能力を
一層向上させ、軍事力を継続的に強化していく姿勢を示
した。この時に「5か年計画」が提示されたとされ、同年
以降実際に、北朝鮮はこの計画に沿って変則的な軌道で
飛翔する弾道ミサイルや「極超音速ミサイル」と称する
ミサイル、新型ICBM級弾道ミサイルなどを立て続けに
発射し、関連技術や運用能力の向上を図ってきている。

これまでも北朝鮮は弾道ミサイル等の発射を繰り返し
てきたが、特に2022年に入ってからは、かつてない高
い頻度での発射を強行した。新型ICBM級弾道ミサイル
を含め、2018年以降行ってきていなかった中距離弾道
ミサイル（IRBM）級以上の弾道ミサイルの発射を再開
すると同時に、低空を変則的な軌道で飛翔する弾道ミサ
イルを実用化して、これらを発射台付き車両（T

Transporter-Erector-Launcher
EL）7や

潜水艦、鉄道といった様々なプラットフォームから発射
することで、兆候把握・探知・迎撃が困難な奇襲的攻撃
能力の一層の強化を企図しているとみられる。また、
2022年9月末から10月にかけて「戦術核運用部隊」の
訓練として連日のように弾道ミサイル発射を繰り返した
ように、より実戦的な状況を連想させる形で挑発行為を
エスカレートさせ、運用能力の向上と誇示を図っている
とみられる点も最近の特徴である。

加えて、核実験を通じた技術的成熟などを踏まえれ
ば、少なくともノドンやスカッドERといったわが国を
射程に収める弾道ミサイルについては、必要な核兵器の
小型化・弾頭化などを既に実現し、これによりわが国を

7	 固定式発射台からの発射の兆候は敵に把握されやすく、敵からの攻撃に対し脆弱であることから、発射の兆候把握を困難にし、残存性を高めるため、旧ソ
連などを中心に開発が行われた発射台付き車両。2021年10月に公表された米国防情報局「北朝鮮の軍事力」によれば、北朝鮮は、スカッドB及びC用の
TELを最大100両、ノドン用のTELを最大100両、IRBM（ムスダン）用のTELを最大50両保有しているとされる。TEL搭載式ミサイルの発射については、
TELに搭載され移動して運用されることに加え、全土にわたって軍事関連の地下施設が存在するとみられていることから、その詳細な発射位置や発射のタ
イミングなどに関する個別具体的な兆候を事前に把握することは困難であると考えられる。

8	 プルトニウムは、原子炉でウランに中性子を照射することで人工的に作り出され、その後、再処理施設において使用済みの燃料から抽出し、核兵器の原料
として使用される。一方、ウランを核兵器に使用する場合は、自然界に存在する天然ウランから核分裂を起こしやすいウラン235を抽出する作業（濃縮）
が必要となり、一般的に、数千の遠心分離機を連結した大規模な濃縮施設を用いてウラン235の濃度を兵器級（90％以上）に高める作業が行われる。

9	 北朝鮮は2003年10月に、プルトニウムが含まれる8,000本の使用済み燃料棒の再処理を完了したことを、2005年5月には、新たに8,000本の使用済み
燃料棒の抜き取りを完了したことをそれぞれ発表している。なお、韓国の「2022国防白書」は、北朝鮮が約70kgのプルトニウムを保有していると推定し
ている。

10	 2021年8月に公表されたIAEA「Application	of	Safeguards	 in	the	Democratic	People’s	Republic	of	Korea」など。2022年10月公表の「国連安
全保障理事会北朝鮮制裁委員会専門家パネル中間報告書」でも、加盟国による指摘として掲載。

攻撃する能力を保有しているとみられるが、北朝鮮は累
次にわたり、さらなる核武力強化への意思を表明してい
る。

昨今の北朝鮮による核・ミサイル関連技術の著しい進
展は、わが国及び地域の安全保障にとって看過できるも
のではない。北朝鮮のこうした軍事動向は、わが国の安
全保障にとって、従前よりも一層重大かつ差し迫った脅
威となっており、地域と国際社会の平和と安全を著しく
損なうものである。また、大量破壊兵器などの不拡散の
観点からも、国際社会全体にとって深刻な課題となって
いる。

（1）核兵器
ア　核兵器計画の現状

これまでに6回の核実験を行ったことなどを踏まえれ
ば、北朝鮮の核兵器計画は相当に進んでいるものと考え
られる。

核兵器の原料となりうる核分裂性物質8であるプルト
ニウムについて、北朝鮮はこれまで製造・抽出を数回に
わたり示唆してきており9、最近では、2018年から稼働
を停止していたとみられる寧

ヨンビョン
辺の原子炉が、2021年7

月以降再稼働しているとの指摘もある10。当該原子炉の
再稼働は、北朝鮮によるプルトニウム製造・抽出につな
がりうることから、その動向が強く懸念される。

また、同じく核兵器の原料となりうる高濃縮ウランに
ついては、北朝鮮は2009年6月にウラン濃縮活動への
着手を宣言した。2010年11月には、訪朝した米国人の
核専門家に対してウラン濃縮施設を公開し、その後、数
千基規模の遠心分離機を備えたウラン濃縮工場の稼動に
言及した。このウラン濃縮工場は、近年も施設拡張が指
摘されるなど、濃縮能力を高めている可能性もある。加
えて、北朝鮮が公表していないウラン濃縮施設が存在す
るとの指摘もある。こうしたウラン濃縮に関する北朝鮮
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の一連の動きは、北朝鮮が、プルトニウムに加えて、高
濃縮ウランを用いた核兵器開発を推進している可能性が
あることを示している11。一般に、ウラン濃縮に用いら
れる施設の方がプルトニウム生産に用いられる原子炉よ
りも外観上の秘匿度が高く、外部からその活動を把握し
がたいとされる。一方、プルトニウムの方がウランより
も臨界量が小さく、核兵器の小型化・軽量化が容易との
指摘もある。これら双方の利点にかんがみ、北朝鮮は、
今後もプルトニウム型・ウラン型の双方について開発を
推進していく可能性がある。

北朝鮮は2006年10月9日、2009年5月25日、2013
年2月12日、2016年1月6日、同年9月9日及び2017
年9月3日に核実験を実施した。北朝鮮は、これらを通
じて必要なデータの収集を行うなどして、核兵器を弾道
ミサイルに搭載するための小型化・弾頭化を追求しつ
つ、核兵器計画を進展させている可能性が高い。例えば、
2017年9月には、金委員長が核兵器研究所を視察し、
ICBMに搭載できる水爆を視察した旨公表したほか、同
日に強行された6回目の核実験について、「ICBM装着
用水爆実験を成功裏に断行した」と発表している12。

核兵器を弾道ミサイルに搭載するための小型化につい
て、米国、旧ソ連、英国、フランス、中国が1960年代ま
でにこうした技術力を獲得したとみられることや過去6

11	 韓国の「2022国防白書」は、（北朝鮮が）高濃縮ウラン（HEU：Highly	Enriched	Uranium）を相当量保有していると評価している。なお、寧辺所在のウ
ラン濃縮施設とは異なるウラン濃縮施設が「カンソン」に存在するとの指摘もある。

12	 6回目となる2017年の核実験の出力は過去最大規模の約160ktと推定されるところであり、推定出力の大きさを踏まえれば、当該核実験は水爆実験で
あった可能性も否定できない。なお、北朝鮮は4回目となる2016年1月の核実験についても、水爆実験であった旨主張しているが、当該核実験の出力は6
～7ktと推定されることから、一般的な水爆実験を行ったとは考えにくい。

13	「SIPRI	Yearbook	2022」による。
14	 金委員長は2022年9月に開催された最高人民会議において、「米国が狙う目的は、われわれの核それ自体を除去しようとするところにもあるが、最終的

には核を下ろさせて自衛権行使力まで放棄（させ）、または劣勢にしてわが政権をいつでも崩壊させようとすることである」として、「いかなる困難な環境
に直面しようとも、（中略）絶対に核を放棄することはできない」と演説した。

回の核実験を通じた技術的成熟が見込まれることなどを
踏まえれば、北朝鮮はわが国を射程に収める弾道ミサイ
ルについては、必要な核兵器の小型化・弾頭化などを既
に実現しているとみられる。また、北朝鮮が約20発（全
体としては45から55発分の核弾頭を生産するだけの核
分裂性物質を貯蔵）の核弾頭を保有しているとの指摘も
ある13。

加えて、2022年3月以降、北朝鮮が2018年に爆破を
公開していた北部の核実験場の復旧を進めているという
指摘がなされるなど、北朝鮮がさらなる核実験を実施す
るための準備が整っている可能性がある。
イ　核兵器計画の背景と今後の見通し

北朝鮮の究極的な目標は体制の維持であるとみられ、
北朝鮮はこの目的を達するために、独自の核抑止力を構
築して核兵器を含む米国の脅威に対抗すべく、核開発を
推進してきている。こうした認識は、米国の目的は「わ
が政権」を崩壊させることであって、絶対に核を放棄す
ることはできないとする金委員長の演説14などからも明
らかであり、今後も、北朝鮮は米国全土を射程に含む長
距離ミサイルの開発推進と併せて核開発を進め、対米抑
止力の獲得に注力していくものと考えられる。

一方で、2022年12月、金委員長は、韓国が「疑う余
地のない明白な敵として迫っている」現状が、「戦術核兵
器の大量生産の重要性と必要性」を浮き彫りにしている
との認識を示した。このように北朝鮮は、厳しい対北朝
鮮政策をとる韓国の尹

ユン・ソンニョル
錫悦政権と対峙する中で、韓国を

核攻撃の対象から排除しない旨も繰り返し言明してお
り、対米抑止力としての核兵器と併せ、朝鮮半島で生じ
うる武力紛争への対処を念頭に置いた戦術核兵器の開発
も追求していく姿勢を示している。

2022年9月、北朝鮮は、「戦争を抑止することを基本
使命」とし、抑止が失敗した場合には「侵略と攻撃を撃
退して戦争の決定的勝利を達成する」といった核兵器の
使命や指揮統制、使用条件などについて定めた法令「核
武力政策について」を採択した。金委員長は、同法によ

ICBMに搭載する水爆と主張する物体
【AFP=時事】
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り「核保有国としての地位が不可逆的なものになった」
とし、「誰もわが核武力について言いがかりをつけたり
疑問視したりすることはできない」などと核開発の正当
性を主張した。また、同法によれば、核攻撃か通常攻撃
かを問わず、「指導部」や「重要戦略対象」に対する攻撃
が差し迫っていると判断される場合には核兵器を使用で
きることとされているほか、特に「国家核武力に対する
指揮・統制体系」が危険にさらされた場合には、自動
的・即時に「核打撃」を実施する旨が定められているこ
とから、北朝鮮は、核兵器の実戦での使用を想定してい
る可能性が考えられる。

実際に、北朝鮮は同月末から10月にかけて「戦術核運
用部隊」の訓練としてミサイル発射を繰り返したほか、
2023年3月にも、「核反撃想定総合戦術訓練」と称する
ものをはじめ、核弾頭を模擬した試験用弾頭を標的上空
で起爆させたなどと実戦的訓練であることを主張しつ
つ、複数回のミサイル発射を重ねた。また、同月には、金
正恩委員長が担当部門から戦術核兵器の説明を受けたほ
か、兵器級核物質や核兵器の生産拡大を指示するなどし
て、「核兵器の兵器化事業を指導した」旨を発表した。

さらに、近い将来、ICBM級弾道ミサイルの多弾頭化
や戦術核兵器を実用化するため、北朝鮮がさらなる核実

図表Ⅰ-3-4-2 北朝鮮が保有・開発してきた弾道ミサイル等

10

20

30
(m)

【改良型】

【改良型】

【ER】

（C）
（D）

（B）

（A）

【B・C】

（Jane’s Strategic Weapon
Systemsなども踏まえ作成）

【火星15】

【火星17】

【火星14】
【火星12】

【火星8】

【北極星】

【注】青字は北朝鮮
の呼称

【北極星2】

【北極星3】

SRBM 
（A）・（B）・（C）・（D）

スカッド 
B・C・ER・ 

改良型

ノドン・ 
改良型

新型
SLBM SLBM

SLBMの
地上 
発射 

改良型

SLBM ムスダン

「極超音速 
ミサイル」 
と称する

弾道 
ミサイル

「極超音速 
ミサイル」 
と称する

弾道ミサイル
（可能性）

IRBM
級

ICBM
級 ICBM級 ICBM級 テポドン2 

派生型

射
程

約800km/約400km/ 
約400km/約750km※1

約300km/ 
約500km/ 

約1,000km/ 
分析中

約1,300km/ 
1,500km 約650km※1 1,000km

以上
1,000km 

以上 約2,000km
約2,500

～
4,000km

－※2 － 約5,000km 5,500km 
以上

14,000km
以上※3

15,000km
以上※3

10,000km
以上

燃
／
段

固、1 固、1 固、1 固、1 液、1 液、1 固、1 固、2 固、2 固、2 液、1 液、1 液、1 液、1 液、2 液、2 液、2 液、3

運
用 TEL TEL TEL TEL TEL TEL 潜水艦 潜水艦 TEL 潜水艦 TEL TEL － TEL TEL TEL TEL 発射場

※1　SRBM（A）・（B）・（C）、新型SLBMの射程は実績としての最大射程。SRBM（D）は射程750kmに及ぶ可能性
※2	　「極超音速ミサイル」と称する弾道ミサイルは、2022年1月5日の発射時には、通常の弾道軌道だとすれば約500km飛翔。同年1月11日の発射時には、通常の弾道軌道
だとすれば約700km未満飛翔した可能性があるとしていたところ、飛翔距離はこれ以上に及ぶ可能性もあると考えているが、引き続き分析中

※3　弾頭の重量などによる

103 令和5年版	防衛白書

第4節 朝鮮半島

第
3
章

諸
外
国
の
防
衛
政
策
な
ど

第
Ⅰ
部

防衛2023_1-3-04.indd   103防衛2023_1-3-04.indd   103 2023/06/23   9:14:032023/06/23   9:14:03



験を通じて核兵器の一層の小型化を追求する可能性が考
えられる15。核武力を質的・量的に最大限のスピードで
強化するとの方針を掲げ、非核化に逆行する動きを加速
させている中で、北朝鮮がどのような行動をとるのかを
しっかり見極めていく必要がある。

（2）生物・化学兵器
北朝鮮の生物兵器や化学兵器の開発状況などについて

は、北朝鮮の閉鎖的な体制に加え、これらの製造に必要
な資材・技術の多くが軍民両用であり偽装が容易である
ため、その詳細は不明である。しかし、化学兵器につい
ては、化学剤を生産できる複数の施設を維持し、すでに
相当量の化学剤などを保有しているとみられるほか、生
物兵器についても一定の生産基盤を有しているとみられ
る16。化学兵器としては、サリン、VX、マスタードなど

15	 金委員長は2021年1月の朝鮮労働党第8回大会において、「多弾頭個別誘導技術をさらに完成させるための研究事業」を進めていることや、「核兵器の小型・
軽量化、戦術兵器化をさらに発展」させることなどに言及した。

16	 韓国の「2022国防白書」は、北朝鮮が1980年代から化学兵器を生産し始め、約2,500～5,000トンの化学兵器を貯蔵しており、また、炭
たん

疽
そ

菌
きん

、天
てん

然
ねん

痘
とう

、
ペストなど様々な種類の生物兵器を独自に培養し、生産しうる能力を保有していると推定される旨指摘している。北朝鮮は、1987年に生物兵器禁止条約
を批准しているが、化学兵器禁止条約には加入していない。

の保有が、生物兵器に使用されうる生物剤としては、炭
たん

疽
そ

菌
きん

、天
てん

然
ねん

痘
とう

、ペストなどの保有が指摘されている。
また、北朝鮮が弾頭に生物兵器や化学兵器を搭載しう

る可能性も否定できないとみられている。

（3）ミサイル戦力
北朝鮮が保有・開発しているとみられる各種ミサイル

は次のとおりである。
図表Ⅰ-3-4-2（北朝鮮が保有・開発してきた弾道ミ
サイル等）、図表Ⅰ-3-4-3（北朝鮮の弾道ミサイルの
射程）、図表Ⅰ-3-4-4（北朝鮮の弾道ミサイル等発射
の主な動向）、図表Ⅰ-3-4-5（北朝鮮の弾道ミサイル
がわが国上空を通過した事例）

 参照

図表Ⅰ-3-4-3 北朝鮮の弾道ミサイルの射程

（注1）上記の図は、便宜上平壌からの距離を同心円のかたちでイメージとして示したもの
（注2）「　」は北朝鮮の呼称

平壌

沖縄

東京

グアム

ハワイ

サンフランシスコ

アンカレッジ

ワシントンＤ．Ｃ．ニューヨーク

北京

キャンベラ

ジャカルタ

ニューデリー

シカゴ

ロサンゼルス

ノドン （射程約1,300㎞/1,500㎞）

スカッドER （射程約1,000㎞）

ムスダン （射程約2,500-4,000㎞）

テポドン2派生型
（射程10,000km以上）

ロンドン
パリ

モスクワ

IRBM級「火星12」
（射程約5,000km）

1,500km
1,300km

1,000km

4,000km

5,000km

10,000km
15,000km

5,500km

ICBM級「火星14」
（射程5,500km以上）

ICBM級「火星15」
（射程14,000km以上※）
※弾頭の重量などによる

ICBM級「火星17」
（射程15,000km以上※）
※弾頭の重量などによる
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図表Ⅰ-3-4-4 北朝鮮の弾道ミサイル等発射の主な動向
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北朝鮮による弾道ミサイル等発射数

【ミサイル関連技術の向上】
①発射の秘匿性・即時性の向上
②弾道ミサイル防衛（BMD）突破能力の向上
③長射程ミサイルの開発
【ミサイル運用能力の向上】
複数発の同時発射、極めて短い間隔での連続発射、特定目標に向けた異なる地点からの発射などを実施

SRBM（A）・（B）・（C）・（D）
（鉄道発射型を含む）

不明
（失敗・弾道ミサイルの
可能性があるものなど）

ICBM級
（「火星14」、「火星15」、
「火星17」、「火星18」）

IRBM級
（ムスダン、「火星12」）

SLBM

SRBM/MRBM
（スカッド、ノドン、「北極星2」）

テポドン2・派生型
テポドン

7 8

2

23

2

11
8

2021 2022 2023

6

59

10

17

25

1

（2023年5月31日時点）

金正日 金正恩

図表Ⅰ-3-4-5 北朝鮮の弾道ミサイルがわが国上空を通過した事例

・事前に予告落下区域を国際機関に通報し、人工衛星打ち上げと称して実施（3回）
日付 推定される弾種 発射数 場所 飛翔距離

2009.04.05 テポドン2又は派生型 1発 テポドン地区 3,000km以上

2012.12.12 テポドン2派生型 1発 東
トンチャンリ

倉里地区 約2,600km（2段目落下地点）

2016.02.07 テポドン2派生型 1発 東
トンチャンリ

倉里地区 約2,500km（2段目落下地点）

・事前の通報なく発射（4回）
日付 推定される弾種 発射数 場所 飛翔距離

1998.08.31 テポドン1 1発 テポドン地区 約1,600km

2017.08.29 IRBM級の弾道ミサイル「火星12」 1発 順
ス ナ ン

安付近 約2,700km

2017.09.15 IRBM級の弾道ミサイル「火星12」 1発 順
ス ナ ン

安付近 約3,700km

2022.10.04 IRBM以上の射程を有する弾道ミサイル 1発 内陸部 約4,600km

※1998年8月31日のテポドン1については、発射後に人工衛星の打ち上げであったと発表
※「　」内は北朝鮮の呼称
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ア　北朝鮮が保有・開発する主な弾道ミサイル
の種類 17

（ア）2019年以降に初めて発射された短距離弾
道ミサイル（SRBM）
北朝鮮は2019年以降、従来保有していたスカッドな

どの液体燃料推進弾道ミサイルとは異なる、複数種類の
短距離弾道ミサイルを発射した。公表画像では、装輪式
又は装軌式（キャタピラ式）のTELや鉄道車両から発射
される様子、固体燃料推進方式のエンジンの特徴である
放射状の噴煙が確認できる。これらの短距離弾道ミサイ
ルは、その多くが北朝鮮東岸の沿岸付近に向けて発射さ
れている。特定の目標を狙って着弾させたとみられる画
像が公表されることもあり、運用能力向上を企図してい
るものと考えられる。
①短距離弾道ミサイルA

2019 年 5 月 4 日、 同 月 9 日、7 月 25 日、8 月 6 日、
2022年1月27日、6月5日18、10月1日、同月6日19、同
月14日、2023年3月19日及び同月27日に発射された
同系統と推定される短距離弾道ミサイル（北朝鮮は「新
型戦術誘導兵器」などと呼称）20は、最大800km程度飛
翔した。外形上、ロシアの短距離弾道ミサイル「イスカ
ンデル」と類似点がある。通常の弾道ミサイルよりも低
空を、変則的な軌道で飛翔することが可能とみられるほ
か、核弾頭の搭載が可能との指摘もある21。

また、北朝鮮は、2021年9月15日及び2022年1月
14日、各日2発の短距離弾道ミサイルを発射した。北朝
鮮の公表画像に基づけば、このミサイルは一般の貨車を
改装したとみられる鉄道車両から発射されているが、短
距離弾道ミサイルAと外形上の類似点があり、同ミサイ
ルをベースとして開発された可能性がある。北朝鮮は

「鉄道機動ミサイル連隊」による射撃訓練と発表してお
り、今後の組織拡大の意向も表明している。

このように、北朝鮮はその量産・配備に向けて、発射

17	「Jane’s	Sentinel	Security	Assessment	China	and	Northeast	Asia（2023年3月アクセス）」によれば、北朝鮮は弾道ミサイルを合計700～1,000発
保有しており、そのうち45％がスカッド級、45％がノドン級、残り10％がその他の中・長距離弾道ミサイルであると推定されている。

18	 2022年6月5日に発射された8発の弾道ミサイルはいずれも短距離弾道ミサイルであり、「短距離弾道ミサイルA」「短距離弾道ミサイルB」「短距離弾道
ミサイルC」が含まれていたと推定される。

19	 2022年10月6日に発射された2発の弾道ミサイルのうち、約350km程度飛翔した1発目の弾道ミサイルは「短距離弾道ミサイルC」、約800km程度飛
翔した2発目の弾道ミサイルは「短距離弾道ミサイルA」であったと推定される。

20	 このほかにも、2022年5月25日に発射された2発目の弾道ミサイル及び同年11月9日に発射された弾道ミサイルは、「短距離弾道ミサイルA」又は「短
距離弾道ミサイルD」の可能性がある短距離弾道ミサイルであったと推定される。

21	 米議会調査局「北朝鮮の核兵器とミサイル計画」（2023年1月更新）など。
22	 2022年11月3日に発射された6発の弾道ミサイルのうち、約350km程度飛翔した2発の弾道ミサイルは、いずれも「短距離弾道ミサイルC」であった

と推定される。
23	 金委員長は、2022年12月、「短距離弾道ミサイルC」を朝鮮労働党中央委員会第8期第6回全員会議に「贈呈」する行事に出席し、このミサイルは韓国全

域を射程に収め、「戦術核搭載まで可能」であると述べた。

形態を多様化させつつ短距離弾道ミサイルAの実用化
を追求してきており、今後の動向が注目される。
②短距離弾道ミサイルB

2019年8月10日、同 月16日、2020年3月21日、
2022年1月17日及び6月5日18に発射された同系統と
推定される短距離弾道ミサイル（北朝鮮は「新兵器」や

「戦術誘導兵器」などと呼称）は、最大400km程度飛翔
した。また、通常の弾道ミサイルよりも低空を、変則的
な軌道で飛翔することが可能とみられる。
③短距離弾道ミサイルC

2019年8月24日、9月10日、10月31日、11月28
日、2020年3月2日、同月9日、同月29日、2022年5
月12日、6月5日18、9月29日、10月6日19、同月9日、
11月3日22、同月17日、12月31日、2023年1月1日及
び2月20日に発射された同系統と推定される短距離弾
道ミサイル（北朝鮮は「超大型放射砲」と呼称）は、最大
400km程度飛翔した。発射の間隔が1分未満と推定され
るものもあり、飽和攻撃などに必要な連続射撃能力の向
上を企図していると考えられるほか、金委員長は戦術核
の搭載が可能である旨言及している23。TELについては、
北朝鮮が公表した画像では、様々な系統が確認できる。
④短距離弾道ミサイルD

2021年3月25日及び2022年9月28日に発射された
同系統と推定される短距離弾道ミサイル（北朝鮮は「新
型戦術誘導弾」と呼称）20は、短距離弾道ミサイルAを
ベースに開発されたとの指摘もあり、通常の弾道ミサイ
ルよりも低空を、変則的な軌道で飛翔することが可能と
みられ、最大射程は約750kmに及ぶ可能性がある。

このほか、北朝鮮は2019年7月31日及び8月2日に、
短距離弾道ミサイルの可能性があるものを各日2発発射
している。また、2022年11月2日に発射されそれぞれ
約150km程度と約200km程度飛翔した2発の弾道ミサ
イルの詳細については、分析を行っているところである。

106日本の防衛

第4節朝鮮半島

第
3
章

諸
外
国
の
防
衛
政
策
な
ど

第
Ⅰ
部

防衛2023_1-3-04.indd   106防衛2023_1-3-04.indd   106 2023/06/23   9:14:032023/06/23   9:14:03



（イ）スカッド
スカッドは単段式の液体燃料推進方式の弾道ミサイル

で、TELに搭載されて運用される。
スカッドBは射程約300km、スカッドCはBの射程

を約500kmに延長したとみられる短距離弾道ミサイル
で、北朝鮮はこれらを生産・保有するとともに、中東諸
国などへ輸出してきたとみられている。2022年11月3
日には3発のスカッドCが発射され、それぞれ約500km
程度飛翔したと推定され、北朝鮮は後日、この発射を含
む一連の複数のミサイル発射について、米韓合同空中訓
練「ヴィジラント・ストーム」への「対応軍事作戦」の一
環であった旨を公表した。

スカッドE
Extended Range

Rは、スカッドの胴体部分の延長や弾頭重
量の軽量化などにより射程を延長した弾道ミサイルで、
射程は約1,000kmに達し、わが国の一部が射程内に入
るとみられる。2022年12月18日に発射された2発の
弾道ミサイルについて、北朝鮮は画像とともに「偵察衛
星」開発のための重要試験を行った旨公表したが、この
ミサイルはスカッドERをベースとした弾道ミサイルで
あった可能性がある。

さらに、北朝鮮は、スカッドを改良したとみられる弾
道ミサイルも開発している。当該弾道ミサイルは、2017
年5月29日に1発が発射された。翌日、北朝鮮は、精密
操縦誘導システムを導入した弾道ロケットの新開発と試
験発射の成功を発表した。

また、北朝鮮が公表した画像に基づけば、装軌式（キャ
タピラ式）TELから発射される様子や弾頭部に小型の翼
とみられるものが確認されるなど、これまでのスカッド
とは異なる特徴が確認される一方、弾頭部以外の形状や
長さは類似しており、かつ、液体燃料推進方式のエンジ
ンの特徴である直線状の炎が確認できる。当該弾道ミサ
イルは、終末誘導機動弾頭（M

Maneuverable Re-entry Vehicle
aRV）を装備していると

の指摘24もあり、北朝鮮は、弾道ミサイルによる攻撃の
正確性の向上を企図しているとみられる。
（ウ）ノドン

ノドンは、単段式の液体燃料推進方式の弾道ミサイル

24	「Jane’s	Sentinel	Security	Assessment	China	and	Northeast	Asia（2023年3月アクセス）」は、2017年5月29日の試験発射は、MaRVを装備した、
スカッドをベースとする短距離弾道ミサイルの初めての発射であるとみられ、北朝鮮による精密誘導システムの進歩を示すものであると指摘している。

25	 これまでに防衛省として、北朝鮮がSLBMを発射したものと推定しているのは、2016年4月23日（「北極星」型）、7月9日（「北極星」型）、8月24日（「北
極星」型）、2019年10月2日（「北極星3」型）、2021年10月19日（「新型SLBM」）、2022年5月7日（「新型SLBM」）及び9月25日（「新型SLBM」）の7
回であり、このうち2016年、2021年、2022年5月の発射（計5回）はコレ級潜水艦からなされたと評価している。

	 このほか、北朝鮮は、2015年5月9日にSLBMの試験発射に成功した旨発表したほか、2016年1月8日に、2015年5月に公開したものとは異なるSLBM
の射出試験とみられる映像を公表している。

	 なお、防衛省が発表した2016年7月及び2022年5月の発射については、北朝鮮は発射の事実を公表していない。

で、TELに搭載されて運用される。射程約1,300kmに達
し、わが国のほぼ全域がその射程内に入るとみられる。

ノドンの性能の詳細は確認されていないが、スカッド
の技術を基にしているとみられており、例えば、特定の
施設をピンポイントに攻撃できる程度ではないと考えら
れるものの、命中精度の向上が図られているとの指摘も
ある。2016年7月19日のスカッド1発及びノドン2発
の発射翌日に北朝鮮が発表した画像においては、弾頭部
の改良により精度の向上を図ったタイプ（弾頭重量の軽
量化により射程は約1,500kmに達するとみられる）の
発射が初めて確認されている。
（エ）潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）

北朝鮮はSLBMを1発搭載・発射することが可能なコ
レ級潜水艦（排水量約1,500トン）を1隻保有し、主に
試験艦として運用しているとみられる。これに加え、従
来保有しているロメオ級潜水艦もSLBM搭載に向けて
改修しているとみられるほか、2021年1月には、金委員
長が、原子力潜水艦の保有という目標にも言及した。

北朝鮮はこれらに搭載するSLBMの開発を進めてき
ており、2015年5月に初めて、SLBMの試験発射に成功
したと発表した25。こうしたSLBM及びその搭載を企図
した新型潜水艦の開発により、北朝鮮は弾道ミサイルに
よる打撃能力の多様化と残存性の向上を企図しているも
のと考えられる。
①「北極星」型潜水艦発射弾道ミサイル

北 朝 鮮 は、2016年4月23日 に コ レ 級 潜 水 艦 か ら
SLBM（北朝鮮の呼称によれば「北極星」型）を発射して
以降、同年7月及び8月の合計3回、同ミサイルを発射
した。

これまで北朝鮮が公表した画像及び映像から判断する
と、空中にミサイルを射出した後に点火する、いわゆる

「コールド・ローンチシステム」の運用に成功している
可能性がある。また、ミサイルから噴出する炎の形及び
煙の色などから、固体燃料推進方式が採用されていると
考えられる。
「北極星」型は、2016年8月の発射においては約
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500km飛翔したが、同程度の射程を有する弾道ミサイ
ルの通常の高度と比べると、やや高い軌道で発射された
と推定され、仮に通常の軌道で発射すれば、射程は
1,000kmを超えるとみられる。
②「北極星3」型潜水艦発射弾道ミサイル

北朝鮮は、2019年10月2日に、「北極星」型SLBMと
は異なるSLBM（北朝鮮の呼称によれば「北極星3」型）
1発を発射した。このSLBMは、450km程度飛翔したも
のと推定される。この時、最高高度は約900kmに達し、
ロフテッド軌道で発射されたと推定されるが、仮に通常
の軌道で発射されれば、射程は約2,000kmとなる可能
性がある。北朝鮮が公表した画像では、固体燃料推進方
式のエンジンの特徴である放射状の噴煙が確認できる。
なお、このSLBMは、水中発射試験装置から発射された
可能性がある。

さらに、北朝鮮は、2020年10月及び2021年1月の
軍事パレードに、それぞれ「北極星4」、「北極星5」と記
載された、新型SLBMの可能性のあるものを登場させて
いる。また、2021年10月に開催された「国防発展展覧
会『自衛2021』」と題する展覧会には、「北極星5」に外
形上類似点がある展示物が登場した26。
③新型の潜水艦発射弾道ミサイル

北朝鮮が2021年10月19日、2022年5月7日及び9
月25日に発射した新型のSLBMは、最大約650km程度
飛翔した。2021年10月及び2022年5月には、それぞ
れコレ級潜水艦から発射されたとみられ、変則的な軌道
を低高度で飛翔し、日本海に落下した。特に、2021年

26	 このほか、2022年4月25日の軍事パレードに、これまで北朝鮮から公表されたことがないとみられる新型SLBMの可能性があるものが登場したが、名
称などの記載はなく、詳細は明らかにされていない。

10月の発射時の軌道は、一旦下降してから再度機動し
て上昇するいわゆるプルアップ軌道であったとみられる。
2022年9月の発射は、内陸部の水中から水中発射試験
装置を用いて行われたと推定される。この点、北朝鮮は
後日、北西部の「貯水池水中発射場」で戦術核弾頭搭載
を模擬した弾道ミサイルの発射訓練を行ったことや、「貯
水池水中発射場建設」計画の存在を明らかにしている。

北朝鮮の公表画像に基づけば、当該ミサイルは短距離
弾道ミサイルAと外形上の類似点があることから、同ミ
サイルをベースとして開発された可能性がある。
（オ）SLBM改良型弾道ミサイル

北朝鮮は、「北極星」型SLBMを地上発射型に改良し
たとみられる弾道ミサイル（北朝鮮の呼称によれば「北
極星2」型）を、2017年2月12日及び5月21日に1発
ずつ発射した。いずれも、約500km飛翔したものと推
定されるが、通常よりもやや高い軌道で発射されたと推
定され、仮に通常の軌道で発射されたとすれば、射程は
1,000kmを超えるとみられる。同年2月の発射翌日、
2016年8月のSLBM発射の成果に基づき地対地弾道弾
として開発したと発表した。また、2017年5月の発射翌
日には、試験発射が再び成功し、金委員長が「部隊実戦
配備」を承認した旨発表している。

さらに、北朝鮮の公表画像には、いずれにおいても、
装軌式（キャタピラ式）TELから発射され、空中にミサ
イルを射出した後に点火する、いわゆる「コールド・
ローンチシステム」により発射される様子や固体燃料推

2022年4月25日のパレードに登場した短距離弾道ミサイルA
【朝鮮通信＝時事】

2022年4月25日のパレードに登場した北朝鮮が	
「極超音速ミサイル」と称する「火星8」型

【AFP=時事】
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進方式のエンジンの特徴である放射状の噴煙が確認され
る。「コールド・ローンチシステム」や固体燃料推進方式
のエンジンを利用しているとみられる点は、「北極星」型
SLBMと共通している。
（カ）中距離弾道ミサイル（IRBM）級弾道ミサイル

北朝鮮は、液体燃料方式のIRBM級弾道ミサイル（北
朝鮮の呼称によれば「火星12」型）をこれまでに4発発射
している。2017年5月14日及び2022年1月30日には各
1発、いずれも飛翔形態からロフテッド軌道で発射された
と推定されるが、仮に通常の軌道で発射されたとすれば、
射程は最大で約5,000kmに達するとみられる。また、北
朝鮮が発射翌日に公表した画像では、液体燃料推進方式
のエンジンの特徴である直線状の炎が確認される。

2017年8月29日及び同年9月15日には、渡
お

島
しま

半
はん

島
とう

付
近及び襟裳岬付近のわが国領域の上空を通過する形で

「火星12」型が1発ずつ発射された。「火星12」型は、こ
の時の飛翔距離などを踏まえれば、IRBMとしての一定
の機能を示したと考えられる。また、短期間のうちに立
て続けにわが国上空を通過する弾道ミサイルを発射した
ことは、北朝鮮が弾道ミサイルの能力を着実に向上させ
ていることを示すものである。

さらに、同年5月及び8月の発射では、装輪式TELか
ら切り離されたうえで発射された様子が確認されたが、
9月の発射時には、装輪式TELに搭載されたまま発射さ
れた様子が確認された27。

2022年10月4日にも、北朝鮮は1発の弾道ミサイル
をわが国の青森県上空を通過させる形で発射した。この
時の飛翔距離が約4,600km程度に達したことを踏まえ
れば、このミサイルはIRBM以上の射程を有する弾道ミ
サイルであったと推定される。北朝鮮は後日、「新型地対
地中長距離弾道ミサイル」を発射した旨発表した。この
時公表された画像からは、撮影日時への言及はなかった
ものの、液体燃料推進方式のエンジンの特徴である直線
状の炎や、「火星12」型のものと類似したTELが確認さ
れる一方で、「火星12」型とは異なる弾頭形状やエンジ
ン構造が確認されることから、北朝鮮がこの時に新型の
IRBM級弾道ミサイルを発射した可能性も否定できな
い。

27	 北朝鮮は2016年、IRBM級の弾道ミサイルとみられるムスダンの発射を繰り返した。同年6月にはロフテッド軌道で一定の距離を飛翔させたが、10月に
は2回連続で発射に失敗したとみられ、ムスダンの実用化には課題が残されている可能性や、IRBM級としては「火星12」型の開発・実用化に集中してい
る可能性が考えられる。ムスダンの射程については約2,500～4,000kmに達するとの指摘があり、液体燃料推進方式で、TELに搭載され移動して運用され
る。

（キ）大陸間弾道ミサイル（ICBM）級弾道ミサイル
①「火星14」型ICBM級弾道ミサイル

北朝鮮は、ICBM級の弾道ミサイル（北朝鮮の呼称に
よれば「火星14」型）を2017年7月4日及び同月28日
にそれぞれ1発発射した。飛翔形態から、これらは2発
ともロフテッド軌道で発射されたと推定され、通常の軌
道で発射されたとすれば射程は少なくとも5,500kmを
超えるとみられる。当該弾道ミサイルは2段式であった
と考えられる。

同年7月4日の発射当日、北朝鮮は「特別重大報道」を
行い、新型の大陸間弾道ロケット（ICBM）の試験発射
に成功した旨発表した。また、同月28日の発射翌日に
は、「核爆弾爆発装置」が正常に作動し、大気圏再突入環
境における弾頭部の安全性などが維持された旨主張して
いる。

公表画像に基づけば、「火星14」型ICBM級弾道ミサ
イルは、「火星12」型IRBM級弾道ミサイルと、①エン
ジンの構成（メインエンジン1基と4つの補助エンジ
ン）、②推進部の下部の形状（ラッパ状）、③液体燃料推
進方式の直線状の炎が共通している。それぞれ推定され
る射程なども踏まえれば、「火星14」型は、「火星12」型
IRBM級弾道ミサイルを基に開発した可能性が考えられ
る。

また、北朝鮮の発表画像に基づけば、「火星14」型は8
軸の装輪式TELに搭載された様子も確認できるが、発射
時の画像では、TELではなく簡易式の発射台から発射さ
れていることが確認できる。
②「火星15」型ICBM級弾道ミサイル

北朝鮮は、2017年11月29日、ICBM級弾道ミサイル
（北朝鮮の呼称によれば「火星15」型）1発をロフテッド
軌道で発射した。北朝鮮は発射当日の「重大報道」で、米
国本土全域を打撃することができる、新たに開発された
ICBM「火星15」型の試験発射が成功裏に行われ、国家
核武力の完成を実現した旨発表した。

また、北朝鮮は2023年2月18日にも1発の「火星
15」型をロフテッド軌道で発射した。その翌日には、「大
陸間弾道ミサイル発射訓練」を実施し、「兵器システムの
信頼性の再確認・検証」などを行った旨発表している。
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「火星15」型は9軸のTEL28に搭載され、公表画像か
ら、2段式であることや、液体燃料推進方式の特徴であ
る直線状の炎が確認できる。

さらに、「火星15」型は、2023年2月の発射時における
最高高度約5,700km程度、距離約1,000kmという飛翔
軌道に基づけば、搭載する弾頭の重量などによっては1
万4,000kmを超える射程となりうるとみられ、その場合、
東海岸を含む米国全土が射程に含まれることになる。
③「火星17」型ICBM級弾道ミサイル

北朝鮮は、2022年2月27日及び3月5日、各日1発の
弾道ミサイルを発射した。飛翔距離はいずれも約
300km、最高高度はそれぞれ約600km程度と約550km
程度であり、ロフテッド軌道で発射されたと推定される。
北朝鮮は、いずれの発射についても発射翌日に「偵察衛
星」開発の試験であった旨を発表したが、この時発射さ
れたものは、新型のICBM級弾道ミサイル（北朝鮮の呼
称によれば「火星17」型）であったとみられる。

同年3月24日に北朝鮮が発射したICBM級弾道ミサ
イルは、2017年11月の「火星15」型発射時を大きく超
える最高高度約6,000km以上、距離約1,100km以上と
いうロフテッド軌道で飛翔したが、その翌日には、北朝
鮮が自ら「火星17」型の試験発射を行った旨発表し
た29。その後も北朝鮮は発射を繰り返し、2022年5月4
日、同月25日、11月3日、同月18日及び2023年3月

28	 従来、北朝鮮が保有する装輪式のTELについては、ロシア製及び中国製のTELを改良したものと指摘されていたが、北朝鮮が装輪式TELを自ら開発したと
主張した点も注目される。なお、「火星15」型の公表画像によれば、2017年11月の発射時にはTELから切り離されたうえで発射されている一方、2023
年2月の発射時には、TELに搭載されたまま発射される様子が確認されている。

29	 その直前である2022年3月16日にも、北朝鮮は1発の弾道ミサイルを発射しているが、このミサイルは正常に飛翔しなかったものと推定されるほか、
弾種を含む詳細については引き続き分析を行っている。

30	 2023年2月の軍事パレードには、「大陸間弾道ミサイル縦隊」と称して、「火星17」型11両、これまでに公表されたことのない新型ICBM級用のTELの
可能性があるもの（後に北朝鮮は「火星18」型としてこのTELと同一のものとみられるTELからのICBM級弾道ミサイルの発射を発表）5両がそれぞれ登
場したが、前回パレード時（2022年4月）の「火星17」型4両及び「火星15」型4両と比べてその数が大幅に増加していることから、北朝鮮がICBM級弾
道ミサイルやICBM級用TELの量産体制を誇示したとの指摘もある。

16日に発射されたICBM級弾道ミサイルは「火星17」
型であったと推定される。これまでの発射時における飛
翔軌道に基づけば、「火星17」型は搭載する弾頭の重量
などによっては1万5,000kmを超える射程となりうる
とみられ、その場合、東海岸を含む米国全土が射程に含
まれることになり、あらためて北朝鮮による弾道ミサイ
ルの長射程化が懸念される。なお、北朝鮮メディアは
2022年11月18日の発射について、後日、「火星17」型
の「最終試験発射」が成功裏に行われた旨を報じている。

公表画像によれば、「火星17」型は2段式と推定され、
液体燃料推進方式の特徴である直線状の炎が確認できる
ほか、北朝鮮が保有する中では最大とみられる11軸の
TELに搭載されており、既存の「火星15」型を超えると
みられる大きさから、弾頭重量の増加による威力の増大
や、一般に迎撃が困難とされている多弾頭化などを追求
している可能性が指摘されている30。
④「火星18」型ICBM級弾道ミサイル

北朝鮮は、2023年4月13日、ICBM級弾道ミサイル
（北朝鮮の呼称によれば「火星18」型）1発を発射した。
この時発射されたものは新型の3段式・固体燃料推進方
式のミサイルであり、左（北）へ方向を変えながら約
1,000km程度飛翔したと推定される。発射の翌日、北朝
鮮は「第1段は標準弾道飛行方式で、第2段・第3段は
高角方式で」発射したとして、これによって「大出力固
体燃料多段発動機（エンジン）の性能と段分離技術」な
どを確認した旨発表した。

北朝鮮が公表した画像では、2023年2月の軍事パレー
ドで初めて登場した、キャニスター（発射筒）を搭載し
た9軸のTELと同一のものとみられるTELから、空中
にミサイルを射出した後に点火する、いわゆる「コール
ド・ローンチシステム」で発射される様子や、固体燃料
推進方式のエンジンの特徴である放射状の噴煙が確認で
きる。

2021年1月に金委員長が固体燃料推進式ICBMの開
発を目標に掲げて以降、北朝鮮はその実現を優先課題の

「火星17」型ICBM級弾道ミサイル発射の発表時（2022年11月）に	
北朝鮮が公表した画像

【朝鮮通信】
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一つとしているとみられ、4月の発射時に「最初の試験
発射」と発表されたことも踏まえれば、実用化に向けて
今後さらなる発射を行う可能性がある。
（ク）テポドン2

テポドン2は、固定式発射台から発射する長射程の弾
道ミサイルであり31、1段目にノドンの技術を利用したエ
ンジン4基、2段目に同様のエンジン1基をそれぞれ使
用 し て い る と 推 定 さ れ る。2段 式 の も の は 射 程 約
6,000kmとみられ、3段式である派生型は、ミサイルの
弾 頭 重 量 を 約1ト ン 以 下 と 仮 定 し た 場 合、射 程 約
10,000km以上におよぶ可能性があると考えられる。テ
ポドン2又はその派生型は、これまで合計5回発射され
ている。

もっとも最近では、2016年2月、国際機関に通報を
行ったうえで、「人工衛星」を打ち上げるとして、北朝鮮
北西部沿岸地域の東

トンチャンリ
倉里地区から、テポドン2派生型を

発射した。この発射により、同様の仕様の弾道ミサイル
を2回連続して発射し、おおむね同様の態様で飛翔させ、
地球周回軌道に何らかの物体を投入したと推定されるこ
とから、北朝鮮の長射程の弾道ミサイルの技術的信頼性
は前進したと考えられる。
（ケ）「極超音速ミサイル」と称する弾道ミサイル

北朝鮮は、2022年1月5日及び同月11日に、「極超音
速ミサイル」と称する弾道ミサイルを各日1発発射した。
いずれも通常の弾道ミサイルよりも低空を飛翔したとみ
られるが、特に11日の発射時には、水平機動を含む変則
的な軌道で、最大速度約マッハ10で飛翔した可能性が
ある32。

北朝鮮の公表画像からは、このミサイルが装輪式の
TELから発射されていることや、円錐形状の弾頭を有し
ていること、液体燃料推進方式とみられるエンジンを搭
載している様子が確認される。円錐形状の弾頭について
は、終末誘導機動弾頭（MaRV）の関連技術を用いたも
のである可能性も指摘されているが、いずれにせよ、こ
れまでの発表も踏まえれば、北朝鮮がミサイル防衛網の
突破を企図して極超音速ミサイルなどの開発や能力向上
を引き続き追求していることは明らかであり、より長射
程のミサイルへの応用や、2021年9月28日に「極超音
速ミサイル」と称して発射された扁平型の弾頭を有する

31	 テポドン2を開発するための過渡的なものであった可能性がある弾道ミサイルとして、テポドン1がある。
32	 2022年12月23日に発射された弾道ミサイルは、2022年1月5日及び同月11日に発射された「極超音速ミサイル」と称する弾道ミサイルであった可能

性があると考えられる。

弾道ミサイルの可能性があるもの（北朝鮮の呼称によれ
ば「火星8」型）の開発動向も含め、今後の技術進展を注
視していく必要がある。
イ　北朝鮮が開発するその他の主なミサイル戦力
（ア）巡航ミサイル

これまでも北朝鮮は中国製の巡航ミサイルを改良した
ものなど比較的射程の短い対艦巡航ミサイルを開発・保
有してきたとみられているが、2021年1月に金委員長
が「中長距離巡航ミサイルをはじめとする先端核戦術兵
器」の開発に言及するなど、近年、戦術核兵器の搭載を
念頭に置いた新たな巡航ミサイルを開発する意思を表明
している。実際に同年9月、北朝鮮は、新たに開発した
新型長距離巡航ミサイルの試験発射を成功裏に行ったこ
となどを発表したほか、2022年1月には、このミサイル
とは異なる種類とみられる長距離巡航ミサイルの発射を
行った旨発表した。これらの巡航ミサイルについてはそ

「長距離戦略巡航ミサイル」発射発表時（2022年10月）に	
北朝鮮が公表した画像
【EPA=時事】
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の後も「戦術核運用部隊」に配備されているとする「戦
略巡航ミサイル」の発射などとして繰り返し発表され、
それぞれ「戦略巡航ミサイル『矢

ファサル
1』型」及び「戦略巡航

ミサイル『矢
ファサル

2』型」と呼称されていることが明らかに
なっている。また、北朝鮮の発表によれば、これらの巡
航ミサイルは最長で2,000km飛翔したとされているほ
か、2023年3月には潜水艦からの「戦略巡航ミサイル」
の発射も発表された。

実際の性能を含めその詳細については不明な点が多い
ものの、北朝鮮が弾道ミサイルのみならず、核兵器の搭
載が可能な長距離巡航ミサイルの実用化を追求している
ことは明らかであり、その飛翔距離など一連の発表内容
が事実であれば、地域の平和及び安全を脅かすものとし
て懸念される。
（イ）「新型戦術誘導兵器」

2022年4月17日、北朝鮮は、「新型戦術誘導兵器」と
称するミサイルを発射した旨発表した。この時発表され
たミサイルは、同月25日の軍事パレードでも確認される
などその後も北朝鮮メディアに登場しており、このミサ
イルが装輪式3軸のTELに搭載されている様子や、固体
燃料推進方式のエンジンの特徴である放射状の噴煙が確
認できる。各前線の長距離砲兵部隊の火力打撃力を飛躍
的に向上させ、「戦術核運用の効果性」を強化する意義を
有するなどとする北朝鮮の発表内容を踏まえれば、この
ミサイルは、米韓両軍との間で発生しうる通常戦力や戦
術核を用いた武力紛争において対処可能な手段を獲得す
るという狙いのもと、戦術核兵器の搭載を念頭に置いて
開発が進められている兵器のひとつであると考えられる。
ウ　弾道ミサイル開発の動向

北朝鮮は、極めて速いスピードで継続的に弾道ミサイ
ル開発を推進し、関連技術・運用能力の向上を図ってき
ているが、その動向には次のような特徴がある。
（ア）ミサイル関連技術の向上
①発射の秘匿性・即時性の向上

北朝鮮は、発射の兆候把握を困難にするための秘匿性
や即時性を高め、奇襲的な攻撃能力の向上を図っている
ものとみられる。

北朝鮮は近年、TELや潜水艦、鉄道といった様々なプ
ラットフォームからのミサイル発射を繰り返している。
これらのプラットフォームを使用することで、発射機の
隠ぺいや任意の地点からの発射を可能にし、発射の秘匿
性を向上させ、兆候把握や探知、ひいては迎撃を困難に

させることを企図しているものとみられる。
また、北朝鮮は2019年以降特に、固体燃料を使用し

た弾道ミサイルの発射を繰り返しており、弾道ミサイル
の固体燃料化を進めているとみられる。一般的に、固体
燃料推進方式のミサイルは、保管や取扱いが比較的容易
であるのみならず、固形の推進薬が前もって充填されて
いることから、液体燃料推進方式に比べ、即時発射が可
能であり発射の兆候が事前に察知されにくく、ミサイル
の再装填もより迅速に行えるといった点で、軍事的に優
れているとされる。こうした特徴は、奇襲的な攻撃能力
の向上に資するとみられる。従来北朝鮮が保有・開発し
てきた固体燃料推進の弾道ミサイルは短距離のものが中
心であったが、2021年1月には金委員長が固体燃料推
進式ICBMの開発を目標に掲げ、実際に2023年4月13
日に新型の固体燃料推進方式のICBM級弾道ミサイル
を発射するなどしており、今後の動向が注目される。
②弾道ミサイル防衛（BMD）突破能力の向上

北朝鮮は、他国のミサイル防衛網を突破することを企
図し、低高度を変則的な軌道で飛翔する弾道ミサイルの
開発を進めている。短距離弾道ミサイルA、B及びDや、
短距離弾道ミサイルAと外形上類似点がある、鉄道発射
型の弾道ミサイル及び新型のSLBMは、通常の弾道ミサ
イルよりも低空を、変則的な軌道で飛翔することが可能
とみられる。

さらに、北朝鮮は、「極超音速滑空飛行弾頭」の開発を
優先目標の一つに掲げ、実際に2021年9月以降、「極超
音速ミサイル」と称するミサイルの発射を繰り返してい
る。このように北朝鮮は、迎撃を困難にしてミサイル防衛
網を突破するためのミサイル開発を執拗に追求している。
③長射程ミサイルの開発

北朝鮮は、変則的な軌道で飛翔する短距離弾道ミサイ
ルと同時に、米国を射程に収める長射程ミサイルの開発
も一貫して追求している。ICBM級弾道ミサイル「火星
17」型は、搭載する弾頭の重量などによっては1万
5,000kmを超える射程となりうるとみられ、その場合、
東海岸を含む米国全土を射程に収めることになる。

こうした弾道ミサイルを実用化するためには、弾頭部
の大気圏外からの再突入の際に発生する超高温の熱など
から再突入体を防護する技術が必要とされる。北朝鮮は、
2017年にICBM級弾道ミサイル「火星14」型や「火星
15」型を発射した後、再突入環境における弾頭の信頼性
を立証した旨発表しているが、実際にこうした技術を確
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立しているかについては、引き続き慎重な分析が必要で
ある。

一方で、北朝鮮が長射程の弾道ミサイルの開発をさら
に進展させた場合、米国に対する戦略的抑止力を確保し
たとの認識を一方的に持つに至る可能性がある。仮に、
北朝鮮がそのような抑止力に対する過信・誤認をすれ
ば、北朝鮮による地域における軍事的挑発行為の増加・
重大化につながる可能性もあり、わが国としても強く懸
念すべき状況となりうる。
（イ）ミサイル運用能力の向上

北朝鮮はこれまで、複数発の同時発射、極めて短い間
隔での連続発射、特定目標に向けた異なる地点からの発
射など、様々な形で弾道ミサイルを発射してきている。

第一に、2014年以降、過去に例の無い地点から、早
朝・深夜に、TELを用いて、複数発のミサイルを、朝鮮
半島を横断する形で発射する事例がみられる。近年、短
距離弾道ミサイルと様々な火砲を組み合わせた射撃訓練
なども実施しており、北朝鮮がこれらのミサイルを任意
の地点から任意のタイミングで、複数発同時に発射する
能力を有していることを示している。

第二に、北朝鮮は極めて短い間隔での連続発射も試み
ている。例えば、北朝鮮が「超大型放射砲」と称する短距
離弾道ミサイルCについては、2019年以降、1分未満と
推定される間隔で2発が発射される事例があるなど、連
続射撃能力の向上を企図して開発されたとみられている。

第三に、2019年以降、北朝鮮が弾道ミサイル等をそ
れぞれ異なる場所から発射し、特定の目標に命中させて
いることが確認できる事例がある。

こうした発射を通じ、北朝鮮は、ミサイル関連技術の

向上のみならず、飽和攻撃などを念頭に置いた、実戦的
なミサイル運用能力の向上を追求しているものとみられ
る。

（4）今後の兵器開発などの動向
金委員長は、2021年1月の朝鮮労働党第8回大会に

おいて、今後の軍事的な目標として、様々な兵器の開発
などに具体的に言及した。この時に、「5か年計画」が提
示されたとされている。

核・ミサイルに関しては、核技術のさらなる高度化や
核兵器の小型・軽量化、戦術兵器化を発展させるとして、

「戦術核兵器」開発に言及した。また、「超大型核弾頭」生
産を推進するとともに、1万5,000km射程圏内の目標へ
の命中率を向上させ、「核先制及び報復打撃能力」を高度
化するとした。加えて、多弾頭技術、「極超音速滑空飛行
弾頭」、原子力潜水艦、「水中発射核戦略兵器」、固体燃料
推進のICBMの開発や研究の推進に言及しており、攻撃
態様のさらなる複雑化・多様化を追求する姿勢を示し
た。また、核・ミサイル以外にも、同大会では、軍事偵察
衛星や、無人偵察機などの偵察手段の開発などが言及さ
れた。

実際に、北朝鮮は同年以降、同大会で提示した開発計
画の工程を進めるようにミサイル発射などを繰り返して
いる。

2021年9月に「極超音速ミサイル『火星8』型」と称す
るミサイルを発射した際には、「極超音速滑空飛行弾頭」
の誘導機動性などを実証したと主張し、極超音速ミサイ
ル研究開発事業が「5か年計画の戦略兵器部門最優先五
大課題に属する」と表明した。また2022年12月には、

「戦術核運用部隊」の訓練（2022年9月～10月）として	
北朝鮮が公表した画像
【朝鮮通信＝時事】

「戦術核運用部隊」の訓練（2022年9月～10月）として	
北朝鮮が公表した画像
【朝鮮通信＝時事】
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2022年、北朝鮮はかつてない高い頻度で弾道ミサ
イル等の発射を繰り返し、その発数は少なくとも59
発に及びます。
金正恩委員長は21年の党大会において、核兵器の

小型・軽量化や、戦術核兵器、「超大型核弾頭」、「極超
音速滑空飛行弾頭」、固体燃料推進式ICBMの開発と
いった具体的な目標に言及しました。北朝鮮はその実
現に向けて計画的に核・ミサイル開発を進めていると
みられ、22年に入ると、まず1月5日に「極超音速ミ
サイル」と称する弾道ミサイルを発射し、同月中に6
回にわたり各種弾道ミサイルの発射を行いました。
また、この頃、金委員長は「暫定的に中止していた

全ての活動を再稼働する問題を迅速に検討」する旨表
明し、18年に決定した「核実験と大陸間弾道ロケット
試験発射」の中止の破棄を示唆しました。その後北朝
鮮は2月から3月にかけて新型ICBM級弾道ミサイル
「火星17」型を繰り返し発射したほか、3月以降、18
年に爆破を公開していた核実験場の復旧を進めている
との指摘もなされはじめました。
このように対米核抑止力の構築を目的とした長射

程ミサイルの開発を進める一方、北朝鮮は、韓国に対
する挑発姿勢も強めていきます。4月に入ると、金与
正党中央委副部長が韓国への核攻撃を排除しない旨表
明し、その後北朝鮮は戦術核の運用に言及しつつ「新
型戦術誘導兵器」と称するミサイルの発射を発表しま
した。5月以降は、ICBM級や変則軌道で飛翔する
SLBMなどを発射したほか、6月には複数地点から短
時間で8発もの短距離弾道ミサイルを発射するなど、
様々な射程のミサイル関連技術・運用能力を検証した
ものとみられます。
9月には、法令「核武力政策について」を採択しま

したが、例えば核兵器の使用条件として「非核攻撃」
が「差し迫っていると判断された場合」が含まれるな
ど、その基準は必ずしも明らかではなく、北朝鮮はこ
れにより相手方に自身の核兵器使用の可能性を考慮さ
せ、事態のエスカレーションを主導的に管理すること
を企図しているとの指摘もあります。
こうした中、米韓は9月から11月にかけ、米原子

力空母などの戦略兵器も交えた各種共同訓練を実施し
ました。一方、北朝鮮は9月から10月にかけて、わが
国上空を通過させる形での発射を含め、各種ミサイル
の発射を繰り返しました。北朝鮮は一連の発射につい
て、「戦術核運用部隊」の訓練を行い、韓国内の飛行場
などを標的に見立てて戦術核兵器の運用要領等を演練
したと発表しています。また、11月上旬には、米韓合
同訓練への「対応軍事作戦」と称してICBM級を含む
各種ミサイルの発射を強行し、朝鮮半島や地域の緊張
を著しく高めました。さらに、同月18日には、22年
中に発射を繰り返したICBM級「火星17」型を再び発
射し、最終試験発射を成功させた旨発表しました。
このように、北朝鮮は1年を通してミサイル関連技

術・運用能力向上を追求してきましたが、その背景に
は、①核・長距離ミサイルの保有による対米抑止力の
獲得、②米韓両軍との武力紛争に対処可能な、戦術核
兵器及びその運搬手段である各種ミサイルの整備とい
う狙いがあるとみられます。
22年末、金委員長は、戦術核兵器の大量生産、核弾

頭の保有量増大、新たなICBM体系の開発などを目標
に掲げ、23年以降も核・ミサイル開発を継続する姿
勢を示しました。北朝鮮が紛争のあらゆる段階におい
て事態に対処できるという自信を深めた場合、軍事的
な挑発行為がさらにエスカレートしていくおそれがあ
ります。このように、北朝鮮の軍事動向は、わが国の
安全保障にとって、従前よりも一層重大かつ差し迫っ
た脅威です。米国・韓国などとも緊密に連携し、情報
収集・分析及び警戒監視に万全を期していきます。

うち1発は、わが国上空を通過する形
で約4,600km程度飛翔（10月4日）

2022年に北朝鮮が
発射した弾道ミサイル等

＝少なくとも計31回・59発

うちICBM級弾道ミサイルを7回発射
その中の2回はわが国排他的経済水域（EEZ）内に落下

（※）航跡はイメージであり、実際の飛翔軌道そのものとは異なる

2022年に北朝鮮が発射した弾道ミサイル等
（弾道ミサイルの可能性があるものを含む）

2022年の北朝鮮の核・ミサイル開発動向解 説解 説
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「大出力固体燃料エンジン地上燃焼試験」を成功裏に実
施したことや、金委員長が「5か年計画の戦略兵器部門最
優先五大課題実現のためのもう一つの重大問題を解決し
た」と評価し、最短期間内に「もう一つの新型戦略兵器の
出現」を期待する旨述べたことなどを発表した33。こうし
たことから、北朝鮮は特に「極超音速滑空飛行弾頭」や固
体燃料推進のICBMの実現などを「5か年計画」の優先
課題に掲げて研究開発を進めているものとみられる。

また、北朝鮮は2022年2月27日及び3月5日に「偵
察衛星」開発の試験であるとしてICBM級弾道ミサイル
を発射したが、その後実際に金委員長による「偵察衛星」
関連の視察の模様を公表しており、その際に、軍事偵察
衛星の目的が韓国、日本及び太平洋上における軍事情報
のリアルタイムでの把握にあることや、「5か年計画」期
間内に多量の「偵察衛星」を配置すること、そのために
東倉里地区の西

ソ ヘ
海衛星発射場を改修・拡張することなど

を表明した。同年12月18日に弾道ミサイルを発射した
翌日には、「偵察衛星」開発のための「最終段階の重要試
験」を行ったとしたうえで、2023年4月までに「軍事偵
察衛星1号機」の準備を終える旨発表した34。

さらに、2022年12月及び2023年2月、金
キム・ヨジョン

与正朝鮮
労働党中央委副部長は、北朝鮮によるICBM級弾道ミサ
イルの大気圏再突入技術の獲得を疑問視する見方に対し
て反発し、「今すぐやってみればいい」、「太平洋をわが方
の射撃場として活用する頻度」は米軍の行動にかかって
いるなどと述べた。この点について、今後北朝鮮が挑発
をエスカレートさせた場合、ICBM級を太平洋上に向け
て発射し、実戦での使用に耐えうるか否かの検証に踏み
切る可能性を示唆したものとの指摘もある。

このほか、北朝鮮は2023年3月及び4月、「核無人水
中攻撃艇」と称する兵器の試験を行った旨発表し、核兵
器の運搬手段の多様化を追求していく姿勢を示してい
る。

このように北朝鮮は、米朝間や南北間の対話に進展が

33	 金委員長は、同月末にも朝鮮労働党中央委員会第8期第6回全員会議において「迅速な核反撃」を使命とする「もう一つの大陸間弾道ミサイル体系」を開
発すると表明している。

34	 北朝鮮はその後2023年4月に、金委員長が、軍事偵察手段の獲得・運用は「何よりも重要な優先課題」であり、「完成した軍事偵察衛星1号機を計画され
た期日内に発射できるように最終準備を早期に終える」として、今後の偵察衛星の複数配置などにも言及した旨発表したほか、同年5月17日には金委員長
による「軍事偵察衛星1号機」の視察状況を公表した。同月31日、北朝鮮は事前に期間や落下区域を予告したうえで、北朝鮮西岸の東倉里付近から南方向
に向けて弾道ミサイル技術を使用した発射を強行したが、宇宙空間への何らかの物体の投入はされていないものと推定され、衛星打ち上げを試みて失敗し
たものと考えられる。この発射について、同日北朝鮮は、「軍事偵察衛星『万

マンリギョン

里鏡1』号」を「新型衛星運搬ロケット『千
チョン リ マ

里馬1』型」に搭載して発射したもの
の、黄海上に墜落したなどと発表するとともに、できるだけ早い期間内に2回目の発射を行う旨表明した。

みられない中、「5か年計画」に沿って関連技術の研究開
発に注力しつつ、これを「自衛的」な活動であるとして
常態化させている。北朝鮮は、一貫して核・ミサイル能
力を強化していく姿勢を示していることから、今後も引
き続き「5か年計画」の達成に向けて各種ミサイルの発
射などを繰り返していく可能性があり、兵器開発などの
動向について、重大な関心をもって注視していく必要が
ある。

4　内政
（1）金正恩体制の動向

北朝鮮では、金委員長を中心とする権力基盤の強化が
進んでいる。憲法では国務委員長は「国家を代表する朝
鮮民主主義人民共和国の最高領導者」であると規定され
るほか、党を中心とした運営を行っているとの指摘があ
り、2021年1月には金委員長は党総書記に就任した。

一方で、2020年以降、これまで金委員長のみが行っ
ていた現地視察や各種会議における「指導」を党幹部が
行う例もみられるようになったことから、一部の権限が
幹部に委譲されている可能性が考えられる。また、幹部
の短期間での降格・昇格などにより緊張感を与えて統制
を図っているものとみられる。

さらに、困難な経済・食糧事情の中で、外国からの情
報の流入などにともなう社会の動揺を警戒し、思想的な
統制を一層強めているといった指摘もなされており、体
制の安定性という点から注目される。

（2）経済事情
経済面では、社会主義計画経済の脆弱性に加え、冷戦

の終結にともなう旧ソ連や東欧諸国などとの経済協力関
係の縮小の影響、さらにはわが国や米国などによる独自
の制裁措置の強化や、核実験や弾道ミサイル発射を受け
て採択された関連の国連安保理決議による制裁措置など

115 令和5年版	防衛白書

第4節 朝鮮半島

第
3
章

諸
外
国
の
防
衛
政
策
な
ど

第
Ⅰ
部

防衛2023_1-3-04.indd   115防衛2023_1-3-04.indd   115 2023/06/23   9:14:212023/06/23   9:14:21



もあり、北朝鮮は慢性的な経済不振、エネルギーと食糧
の不足に直面している35。

加えて、2020年以降、新型コロナウイルス感染症及
び自然災害が北朝鮮の経済に大きな影響を与えてきたと
みられるが、特に新型コロナウイルスについては、2022
年5月、初めて感染者が確認されたことや防疫事業の

「最大非常防疫体系」への移行を公表するとともに、金委
員長も「建国以来の大動乱」であると言及するなど、従
来の閉鎖的な情報開示状況から一転して、総力を挙げて
対応する姿勢を示した。同年8月には新型コロナウイル
スを撲滅したとして「勝利」を宣言したものの、実際の
感染状況については不透明な点が多く、引き続き経済活
動などに大きな制約を受けているものとみられる。

2021年1月、金委員長は自力更生・自給自足を基本

35	 近年、北朝鮮漁船や中国漁船が大和堆周辺のわが国排他的経済水域で違法操業を行っており、同海域で操業する日本漁船の安全を脅かす状況となってい
る。現場海域においては、水産庁と海上保安庁が連携し、外国漁船による違法操業の取締りを行っている。取締りの詳細については内閣府年次報告「海洋
の状況及び海洋に関して講じた施策」、水産白書及び海上保安レポートを参照。

36	 2018年に入ってから2022年3月末までの間に、北朝鮮籍タンカーと外国籍タンカーが公海上で接舷（横付け）している様子を海自哨戒機などが計24
回確認している。これらの船舶は、政府として総合的に判断した結果、「瀬取り」を実施していたことが強く疑われる。

とする「国家経済発展の新たな5か年計画」を提示した。
2022年12月には、金委員長が2023年の課題として「5
か年計画完遂の決定的保証を構築すること」を挙げてお
り、困難な状況下においても、北朝鮮は引き続きこの「計
画」に則った経済の立て直しを重要視しているとみられ
る。一方、北朝鮮が現在の統治体制の不安定化につなが
りうる構造的な改革を行う可能性は低いと考えられるこ
とから、経済の現状を根本的に改善することには、様々
な困難がともなうと考えられる。

また、北朝鮮は、国連安保理決議で禁止されている、
洋上での船舶間の物資の積み替え（いわゆる「瀬取り」）
などにより国連安保理の制裁逃れを図っているとみら
れ36、2023年4月に公表された「国連安全保障理事会北
朝鮮制裁委員会専門家パネル最終報告書」は、2022年1

図表Ⅰ-3-4-6 北朝鮮に対する国連安保理決議に基づく制裁
主な内容

品目 制裁内容 関連決議

原油 年間供給量400万バレル又は52.5万トンに制限 2397号
（2017年12月）

石油精製品 年間供給量50万バレルに制限 2397号
（2017年12月）

石炭 北朝鮮からの輸入を全面禁止 2371号
（2017年8月）

船舶間の積み替え（瀬取り） 禁止 2375号
（2017年9月）

最近の対北朝鮮制裁にかかる国連安保理決議の概要

年月 決議 契機 主な内容
2006.7.16 1695号 7発の弾道ミサイル発射（2006/7/5） 核・ミサイル計画への関連物資及び資金の移転防止を要求
2006.10.15 1718号 第1回核実験（2006/10/9） 大量破壊兵器関連物資や大型兵器の輸出入禁止

2009.6.13 1874号 テポドン2発射（2009/4/5）、 
第2回核実験（同年5/25） 金融規制導入

2013.1.23 2087号 テポドン2発射（2012/12/12） 制裁対象に6団体・4個人を追加

2013.3.8 2094号 第3回核実験（2013/2/12） 金融規制強化、禁輸貨物運搬が疑われる船舶の自国領域内での貨物検査を義
務化

2016.3.3 2270号 第4回核実験（2016/1/6）、 
テポドン2発射（同年2/7）

航空燃料の輸出・供給の禁止、北朝鮮による石炭・鉄鉱石の輸出禁止（生計目
的かつ核・ミサイル計画と無関係のものを除く）

2016.11.30 2321号 第5回核実験（2016/9/9） 北朝鮮による石炭輸出の上限を設定（年間約4億ドル又は重量750万トン）
2017.6.3 2356号 2016/9/9以降の弾道ミサイル発射 制裁対象に4団体・14個人を追加

2017.8.6 2371号 ICBM級弾道ミサイル「火星14」発射 
（2017/7/4及び7/28）

石炭輸入の全面禁止、鉄及び鉄鉱石輸入の全面禁止、北朝鮮労働者に対する労
働許可の総数に初めて上限を規定

2017.9.12 2375号 第6回核実験（2017/9/3） 供給規制の対象に石油分野を初めて追加、繊維製品を輸入禁止対象に追加、海
外労働者に対する労働許可の発給禁止

2017.12.23 2397号 ICBM級弾道ミサイル「火星15」発射
（2017/11/29）

石油分野におけるさらなる供給規制、北朝鮮との輸出入禁止対象の拡大、北朝
鮮籍海外労働者などの北朝鮮への送還

※「　」内は北朝鮮の呼称
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月から8月の間に年間上限量である50万バレルを超過
する79万バレルを上回る量の石油精製品が、北朝鮮籍
タンカーにより、北朝鮮へ不正に輸送されたと指摘して
いる。

図表Ⅰ-3-4-6（北朝鮮に対する国連安保理決議に基
づく制裁）

5　対外関係
（1）米国との関係

2018年6月、史上初の米朝首脳会談において金委員
長は朝鮮半島の完全な非核化に向けた意思を示したが、
2019年2月の第2回米朝首脳会談では、双方はいかな
る合意にも達しなかった。その後北朝鮮は、米国を「最
大の主敵」としつつ、新たな米朝関係樹立の鍵は、米国
による北朝鮮への敵視政策の撤回であるとする姿勢を示
してきた。

米国は、2021年4月に、対北朝鮮政策の見直しを完了
したこと、「朝鮮半島の完全非核化」を引き続き目標とし
て、「調整された、現実的なアプローチ」のもとで北朝鮮
との外交を探っていくことなどを発表した。2022年10
月に発表された「国家安全保障戦略」（NSS）においても、
朝鮮半島の完全な非核化に向けて具体的な進展を図るた
め、北朝鮮との持続的な外交を模索する旨が明記されて
いるが、これまでに公式な対話の再開などはみられてお
らず、米朝関係は膠着状態が続いている。

北朝鮮は2018年4月、「大陸間弾道ロケット試験発射」
の停止などを自ら表明していたが、米朝関係に進展がみ
られない中、2022年1月には金委員長が「米国の敵視政
策と軍事的脅威がもはや黙過することのできない危険ラ
インに至った」との評価のもと、「暫定的に中止していた
全ての活動を再稼働する問題を迅速に検討」することを
指示した。実際に同年2月以降、北朝鮮はICBM級弾道
ミサイルの発射を再開し、米国との長期的対決を徹底的
に準備していくなどと述べたほか、同年9月の演説にお
いて金委員長は、米国の目的は「わが政権をいつでも崩
壊させようとすること」であるとし、米国を長期的に牽

37	 北朝鮮は2022年10月10日、同年9月末から10月にかけて行った一連の弾道ミサイル発射について「戦術核運用部隊」の訓練であった旨公表したが、
この時に、金委員長が「敵は軍事的威嚇を加えてくる中でも依然として引き続き対話と協議を云々しているが、わが方は敵と対話する内容もなく、またそ
の必要性も感じない」、「朝鮮半島の不安定な安全環境と看過することのできない敵の軍事的動きを抜かりなく鋭く注視し、必要な場合は相応の全ての軍事
的対応措置を強力に講じていく」などと述べたことが明らかにされた。

制するため「絶対に核を放棄することはできない」など
と表明した。

金委員長が「敵と対話する内容もなく、またその必要
性も感じない」と述べるなど37、米朝関係の膠着状態が続
く中、北朝鮮が挑発をさらにエスカレートさせる可能性
もあり、今後の動向が注目される。

（2）韓国との関係
2018年、3回にわたる南北首脳会談を通じ、南北の敵

対行為の全面的な中止や、朝鮮半島の非核化の実現を共
通の目標として確認することなどを含む「板門店宣言
文」、軍事的な敵対関係の終息などを含む「9月平壌共同
宣言」、軍事的な緊張緩和のための具体的な措置につい
て盛り込んだ「『板門店宣言文』履行のための軍事分野合
意書」に合意するなど、南北関係は大きな進展をみせた。
しかし、2019年に米朝首脳会談が決裂して以降、南北
関係に進展はなく、北朝鮮は、韓国に対して硬軟織り交
ぜた姿勢をとってきた。

さらに、韓国大統領選挙で厳しい対北朝鮮姿勢を示す
尹
ユン・ソンニョル

錫 悦 氏が当選した後の2022年4月には、金与正朝
鮮労働党中央委副部長が談話を発出し、韓国は主敵では
なく互いに戦ってはならない同じ民族であるとしながら
も、韓国が軍事的対決を選択するのであれば「わが方の
核戦闘武力は自らの任務を遂行」すると表明した。また、
同年7月には金委員長が演説を行い、韓国が先制攻撃を
行うならば即時に報復し、「尹政権とその軍隊は全滅す
る」と述べるなど、北朝鮮の対南姿勢もまた厳しいもの
に転じ始めた。特に同年9月の米空母「ロナルド・レー
ガン」の韓国寄港やその後の共同訓練の際には、北朝鮮
は弾道ミサイルを立て続けに発射するなど挑発行為をエ
スカレートさせ、翌10月には一連の発射について、韓国
内の飛行場などを標的に見立てて「戦術核運用部隊」の
訓練を行ったと発表したほか、同年12月にかけて、南北
間の軍事合意で定められた軍事演習中止地域への砲撃な
どを繰り返した。

北朝鮮は、非核化に応じればその段階に合わせて北朝
鮮へ経済・民生支援を行うとする尹政権の「大胆な構想」
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に反発している38のみならず、2022年12月、金委員長
は韓国を「疑う余地のない明白な敵」であるとして、「戦
術核兵器の大量生産の重要性と必要性」や「核弾頭保有
量」の増大に言及しており、緊張が高まっている南北関
係の動向を注視していく必要がある。

（3）その他の国との関係
①中国との関係

北朝鮮にとって中国は極めて重要な政治的・経済的
パートナーであり、北朝鮮に対して一定の影響力を維持
していると考えられる。1961年に締結された「中朝友
好協力及び相互援助条約」が現在も継続しているほか、
中国は北朝鮮にとって最大の貿易相手国であり、2021
年の北朝鮮の対外貿易（南北交易を除く）に占める中国
との貿易額の割合は約9割超39と極めて高水準で、北朝
鮮の中国への依存が指摘されている。

北朝鮮情勢や核問題に関して、中国は、「デュアルト
ラックの並進」（朝鮮半島の非核化及び休戦メカニズム
から平和メカニズムへの転換）構想と「段階ごと、同時
並行」という原則に基づき、対話と協議を通じて問題を
解決すべきであると表明してきた。近年では、北朝鮮に
よるICBM級弾道ミサイルの発射を受けて米国が提案

38	 2022年8月、金与正朝鮮労働党中央委副部長が談話を発表し、尹政権が提示した「大胆な構想」について、「愚かさの極致」、「『北が非核化措置を講じるな
ら』という仮定がそもそも誤った前提」などと非難した。

39	 大韓貿易投資振興公社の発表による。

した国連安保理制裁決議案に対してロシアとともに拒否
権を行使し、半島情勢がここまで推移した原因は米国に
あるとするなど、北朝鮮が繰り返す挑発行為を擁護する
姿勢も示している。

中朝首脳会談は2018年3月以降、2019年6月までに
5回実施された。2022年10月には習近平総書記の再選
にあたり金委員長が祝電を送付し、習総書記も、中朝関
係を高度に重視し、世界の変化が起きている新たな形勢
のもとで立派に発展させていく旨の礼電を送付した。
②ロシアとの関係

北朝鮮の核問題について、ロシアは、中国と同様、朝
鮮半島の非核化や六者会合の早期再開の支持を表明して
いる。2021年10月には、北朝鮮は多くの非核化措置を
既に講じており、経済・民生分野における一部制裁措置
の調整を行うべきとして、中国と共同で北朝鮮に関する
国連安保理決議案を提出したほか、2022年5月には、米
国が提案した前述の制裁決議案に対して中国とともに拒
否権を行使した。

北朝鮮の側でも、2022年2月以降のロシアによるウ
クライナ侵略下では、ウクライナにおける事態の原因が
米国や西側諸国にあると主張し、ロシアを擁護する姿勢
を示し続けている。

	 22	 韓国・在韓米軍

1　全般
2022年5月に発足した尹錫悦政権は、北朝鮮の完全

かつ検証可能な非核化を通じ、朝鮮半島の持続可能な平
和を実現するとの目標を掲げている。北朝鮮の核・ミサ
イル脅威には強力に対応するとの方針であるが、北朝鮮
の非核化の進展に合わせて、経済、政治、軍事面で包括
的な相応措置を講じる「大胆な構想」も示しており、今
後の南北関係に引き続き注目していく必要がある。

韓国には、朝鮮戦争の休戦以降、現在に至るまで陸軍
を中心とする米軍部隊が駐留している。韓国は、米韓相
互防衛条約を中核として、米国と安全保障上極めて密接
な関係にあり、在韓米軍は、朝鮮半島における大規模な
武力紛争の抑止に大きな役割を果たすなど、地域の平和

と安定を確保するうえで重要な役割を果たしている。な
お、尹政権は、米韓同盟を包括的戦略同盟に発展させる
方針を示し、対米関係を重視する姿勢を強調している。

また、2022年11月、韓国は同国初のインド太平洋戦
略を発表し、自由、平和、繁栄のビジョンのもと、普遍的
価値やルールに基づいた地域秩序の構築に貢献していく
考えを示した。

2　韓国の国防政策・国防改革
韓国は、約1,000万人の人口を擁する首都ソウルが

DMZから至近距離にあるという防衛上の弱点を抱えて
いる。

韓国は、「外部の軍事的脅威と侵略から国家を守り、平
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和的統一を後押しし、地域の安定と世界平和に寄与する」
との国防目標を定めている。この「外部の軍事的脅威」
の一つとして、前政権下の国防白書では、北朝鮮を「主
敵」あるいは「北朝鮮政権と北朝鮮軍は韓国の敵」とす
る表現を用いていなかったが、尹政権では再び、「北朝鮮
政権と北朝鮮軍は韓国の敵」と明記した。

韓国は、国防改革に継続して取り組んでいる。尹政権
は、AIなど第4次産業革命の先端科学技術を基盤とする

「国防革新4.0」を推進しており、有・無人複合戦闘体系
の構築を段階的に進め、兵力不足の解消や、戦時の人命
損失の最小化などを図るとしている。

3　韓国の軍事態勢
韓国の軍事力については、陸上戦力は、陸軍約42万

人・19個師団と海兵隊約2.9万人・2個師団、海上戦力
は、約230隻、約29万トン、航空戦力は、空軍・海軍を
合わせて、作戦機約660機からなる。

韓国軍は、全方位国防態勢を確立するとして、陸軍は
もとより海・空軍を含めた近代化に努めている。海軍は、
潜水艦、国産駆逐艦などの導入を進め、空軍は、現在40
機のF-35A戦闘機を追加導入する計画であり、国産戦闘
機の導入も推進している。

40	 指針終了の時点では、弾道ミサイルの射程は800kmに制限されていた。

また、北朝鮮の核・ミサイル脅威に対応する「韓国型
3軸 体 系 」（ キ ル・ チ ェ ー ン、韓 国 型 ミ サ イ ル 防 衛

（K
Korea Air and Missile Defense

AMD）、大量反撃報復（K
Korea Massive Punishment ＆ Retaliation

MPR））の構築を重視して
おり、同体系の戦力を効果的に統合運用するための戦略
司令部を2024年に創設予定である。

韓国のミサイル開発は、1979年に米韓が合意したミ
サイル指針により、射程や弾頭重量が制限されてきた。
こうした制限は、北朝鮮の核・ミサイル開発の進展など
に伴い段階的に解除され、最終的に2021年5月の米韓
首脳会談に際し、同指針の終了が発表された40。

弾道ミサイルについては、射程300～800kmとされ
る「玄

ヒョンム
武2」などを実戦配備しているとみられる。また、

2020年に弾頭重量2トン・射程800kmの「玄武4」の
発射試験に成功したとされるほか、弾頭重量をさらに増
やした「玄武5」とされる開発中の弾道ミサイルが2022
年10月に公開されるなど、「高威力」型の弾道ミサイル
開発も進めている。さらに2021年、韓国は、潜水艦発射
弾道ミサイル（SLBM）発射試験に成功したと発表した。
韓国は、こうした各種弾道ミサイルの開発・保有により、
米国に依存しない独自の通常戦力による打撃手段の増強
と多様化、残存性の向上などを企図していると考えられ
る。

巡航ミサイルについては、射程約500～1,500kmとさ

図表Ⅰ-3-4-7 韓国の国防費の推移

（注）　韓国国防部HP（2022年12月アクセス）による。
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れる地対地巡航ミサイル「玄武3」や、最大射程1,000km
～1,500kmとされる艦対艦・艦対地巡航ミサイル

「海
ヘ ソ ン

星」などを実戦配備しているとみられる。
さらに、韓国は近年、装備品の輸出を積極的に図って

いる。特に2022年は、ロシアのウクライナ侵略を機に、
防衛力の強化を進めるポーランドと大型輸出契約を締結
するなど、年間の輸出実績は契約額ベースで前年比2倍
を超え、過去最高額の約173億ドル41に達した。こうし
た動きもあり、欧州をはじめ国際的な市場において韓国
の装備品に対する関心は高まっているとみられ、同国が
防衛産業輸出規模で2027年までに世界4位に入ること
を目標とする中、今後の動向が注目される。

なお、2023年度の国防費（本予算）は、対前年度比約
4.4％増の約57兆143億ウォンであり、2000年以降24
年連続で増加している。また、「2023-2027国防中期計
画」によれば、2027年までの5年間で国防費を年平均
6.8％増加させていくとしている。

図表Ⅰ-3-4-7（韓国の国防費の推移）

4　米韓同盟・在韓米軍
米韓両国は近年、米韓同盟を深化させるため様々な取

組を行っており、平素から首脳レベルで米韓同盟の強化
について確認している。

具体的な取組として、両国は、2013年3月に北朝鮮の
挑発に対応するための「米韓共同局地挑発対応計画」に
署 名 し た。同 年10月 の 第45回 米 韓 安 保 協 議 会 議

（S
Security Consultative Meeting
CM、両国防相をトップとする協議体）では、北朝鮮

の核・大量破壊兵器の脅威に対応する抑止力向上の戦略
で あ る「 オ ー ダ ー メ ー ド 型 抑 止 戦 略（Tailored 
Deterrence Strategy）」を承認した。

また、2014年の第46回米韓SCMでは、北朝鮮の弾
道ミサイルの脅威に対応する「同盟の包括的ミサイル対
応作戦の概念と原則（4D作戦概念）」に合意し、2015年
の第47回米韓SCMで、その履行指針を承認した。

41	 2022年の主な輸出契約事例として、ポーランドに対する戦車、自走砲、軽攻撃機、多連装ロケットなど約124億ドルの契約のほか、UAEに対する迎撃ミ
サイル、エジプトに対する自走砲などがある。

42	 ターミナル段階にある短・中距離弾道ミサイルを地上から迎撃する弾道ミサイル防衛システム。大気圏外及び大気圏内上層部の高高度で目標を捕捉し迎
撃する。

43	 米韓は、北朝鮮の脅威を含む戦略環境の変化を反映するとしており、背景に北朝鮮の核・ミサイル能力の高度化などがあると指摘されている。
44	 韓国側は、米戦略アセット展開の頻度と強度を常時配備と同等レベルまで高めるとしている。
45	 バイデン大統領は、米韓首脳会談後の共同記者会見において、朝鮮半島に核兵器を配備することはないと発言した。
46	 このほか、2022年12月には、朝鮮半島周辺に展開した米B-52H爆撃機、F-22戦闘機が参加し、合同空軍訓練を実施した。

さらに、2016年1月の北朝鮮による核実験の強行な
どを受け、2017年9月、在韓米軍にT

Terminal High Altitude Area Defense
HAAD42が臨時配

備された。
最近では、米韓は、2021年の第53回米韓SCMで、米

韓同盟を朝鮮半島・北東アジアからインド太平洋地域に
拡大するとともに、11年ぶりに新たな「戦略企画指針」
を承認し、これに基づき作戦計画を最新化43していくこと
で合意した。さらに2022年11月、尹政権で初の第54回
米韓SCMでは、次回SCMまでの「オーダーメード型抑
止戦略」の改定、朝鮮半島周辺への米戦略アセット展開
の強化44、北朝鮮の核使用を想定した机上演習の定例化な
ど、拡大抑止の強化に向けた各種取組に合意した。2023
年4月の米韓首脳会談45に際して発表された「ワシント
ン宣言」において、韓国は、米国の拡大抑止コミットメ
ントを信頼することの重要性を認識し、また、核不拡散
条約下の義務に対する自国のコミットメントを再確認し
た。同時に、同宣言において、米韓は、拡大抑止強化に向
けた取組として、米韓の核協議体（N

Nuclear Consultative Group
CG）の設立や、米

戦略原子力潜水艦を韓国に寄港させることなどを発表し
た。

米韓合同軍事演習については、2018年以降、北朝鮮
との対話の進展などを受けて、演習の中止や規模縮小が
続いたが、尹政権の発足以降、米韓は演習の範囲や規模
を拡大してきている。定例の合同軍事演習については、

「フリーダムシールド（FS）」を上半期に、政府演習と統
合した「乙

ウ ル チ
支フリーダムシールド（UFS）」を下半期に行

う形式に変更し、2022年8～9月のUFS演習では、指揮
所演習と並行する形で、約4年ぶりに大規模な機動演習
を再開した。これ以降も、2022年には、米空母「ロナル
ド・レーガン」が参加した合同海上訓練、米B-1B爆撃
機が参加した合同空中訓練「ヴィジラント・ストーム」
などを実施し46、2023年3～4月には、米国の爆撃機、空
母、強襲揚陸艦が展開し、大規模機動訓練「ウォリアー
シールド」を実施した。

また、両国は、米韓連合軍に対する戦時作戦統制権の
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韓国への移管47や在韓米軍の再編などに取り組んでいる。
まず、戦時作戦統制権の韓国への移管については、

2015年12月1日までの移管完了を目標として、従来の
「米韓軍の連合防衛体制」から「韓国軍が主導し米軍が支
援する新たな共同防衛体制」に移行する検討が行われて
いた。

しかし、北朝鮮の核・ミサイルの脅威が深刻化したこ
となどを受け、2014年の第46回米韓SCMで戦時作戦
統制権の移管を再延期し、韓国軍の能力向上などの条件
が達成された場合に移管を実施するという「条件に基づ
くアプローチ」の採用が決定された。また、2018年10
月の第50回米韓SCMでは、戦時作戦統制権移管後は、
未来連合軍司令部として米韓連合軍司令官に現在の米国
軍人に代わり韓国軍人を置くことを決定した。

韓国軍の能力評価については、2019年8月の連合指
揮所演習において、第1段階にあたる基本運用能力

（I
Initial Operational Capability
OC）検証が行われ、同演習がIOCを検証するうえで

重要な役割を果たしたことが確認された。さらに、2022
年のUFS演習において、第2段階にあたる完全運用能力

（F
Full Operational Capability
OC）評価が実施され、同年11月の第54回米韓SCM

では、FOC評価が成功裏に行われ、全ての評価課題が基
準を満たしたことが確認された48。

韓国軍は、戦時作戦統制権の移管に必要な、米韓連合
防衛を主導する軍事能力と北朝鮮の核・ミサイル脅威へ
の対応能力について、米韓が共同評価の結果を総合的に
検討し、段階別の手続に従って、未来連合軍司令部に対
する評価を安定的に推進していくとしている。

在韓米軍の再編問題については、2003年、ソウル中
心部に所在する米軍龍

ヨンサン
山基地のソウル南方の平

ピョンテク
沢地域へ

の移転や、漢
ハンガン

江以北に駐留する米軍部隊の漢江以南への

47	 米韓は、朝鮮半島における戦争を抑止し、有事の際に効果的な連合作戦を遂行するための米韓連合防衛体制を運営するため、1978年から、米韓連合軍司
令部を設置している。米韓連合防衛体制のもと、韓国軍に対する作戦統制権については、平時の際は韓国軍合同参謀議長が、有事の際には在韓米軍司令官
が兼務する米韓連合軍司令官が行使することとなっている。

48	 さらに、第3段階にあたる完全任務遂行能力（F
Full Mission Capability

MC）評価が予定されている。

再配置などが合意された。その後、戦時作戦統制権の移
管延期に伴い、米軍要員の一部が龍山基地に残留するこ
とや、北朝鮮の長距離ロケット砲の脅威に対応するため
在韓米軍の対火力部隊が漢江以北に残留することが決定
されるなど、計画が一部修正された。

2017年7月に米第8軍司令部が、2018年6月に在韓
米軍司令部及び国連軍司令部が、2022年11月に米韓連
合軍司令部が平沢地域に移転した。在韓米軍の再編は、
朝鮮半島における米韓の防衛態勢に大きな影響を与える
ものと考えられるため、今後も引き続き注目する必要が
ある。

在韓米軍の安定的な駐留条件を保障するため、在韓米
軍の駐留経費の一部を韓国政府が負担する在韓米軍防衛
費分担金については、2021年3月、第11次防衛費分担
特別協定について米韓が合意に至った。同協定は2020
年から2025年までの6年間有効で、2020年度の総額は
2019年度の水準に据え置き、2021年度は2020年比
13.9%増、2022年から2025年は前年度の韓国国防費
の増加率を適用するとしている。

5　対外関係
（1）中国との関係

中国と韓国との間では継続的に関係強化が図られてき
ている一方、懸案も生じている。中国は在韓米軍への
THAAD配備について、中国の戦略的安全保障上の利益
を損なうものであるとして反発している。この点、2017
年10月、両国は、軍事当局間のチャンネルを通じ、中国
側が憂慮するTHAADに関する問題について意思疎通
していくことで合意したが、双方の主張の対立はなおも

資料：最近の国際情勢（北朝鮮）
URL：https://www.mod.go.jp/j/surround/index.html

資料：北朝鮮のミサイル等関連情報
URL：https://www.mod.go.jp/j/surround/defense/northKorea/index.html
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続いている49。尹政権が「相互尊重」に基づく中韓関係の
実現を掲げる中、今後の中韓関係の動向が注目される。

（2）ロシアとの関係
韓国とロシアとの間では、軍事技術、防衛産業及び軍

需分野の協力について合意されている。2018年8月に
国防戦略対話を行い、同対話を次官級に格上げすること
で合意しており、2021年11月には、海・空軍間のホッ
トラインの設置に合意した。

2022年2月以降のロシアによるウクライナ侵略を受

49	 2022年8月の中韓外相会談後、中国外交部は、韓国政府が2017年当時に対外的に表明したとされる「3不」（米国のMDシステムに参加しない、THAAD
の追加配備を検討しない、日米韓安保協力は軍事同盟に発展しない）に加え、在韓米軍に配備済みのTHAAD運用を制限するという「1限」の方針も表明し
たと主張した。これに韓国側は、前政権のそうした立場は約束や合意ではなく、安保主権に関する事案は協議の対象になり得ないと反論している。

けて、韓国は、国際社会との協調を示す形でロシアに対
する制裁措置を実施するとともに、ウクライナに軍需物
資などを提供した。韓国は引き続き、ウクライナへの装
備品の供与に慎重な姿勢を崩していないが、尹大統領
は、ウクライナの民間人が大規模攻撃を受けた場合、人
道的・経済的支援の範疇を超えた支援を行う可能性も示
唆しており、韓国がウクライナ情勢を踏まえ、ロシアと
の関係性も考慮する中で、今後いかなる対応をとってい
くか注目される。
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	第5節	 ロシア
	 11	 全般

これまで「強い国家」や「影響力ある大国」を掲げ、ロ
シアの復活を追求してきたプーチン大統領は、2022年
2月24日、ウクライナに対する全面的な侵略を開始し
た。ロシアによるウクライナ侵略は、ウクライナの主権
及び領土一体性を侵害し、武力の行使を禁ずる国際法と
国連憲章の深刻な違反であるとともに、国際秩序の根幹
を揺るがすものであり、欧州方面における防衛上の最も
重大かつ直接の脅威と受け止められている。

また、ロシアは、今後も戦略的核兵器の近代化に取り
組む姿勢を明確にするとともに、ウクライナ侵略を継続
する中にあって、核兵器による威嚇とも取れる言動を繰
り返している。

わが国周辺のロシア軍についても、近年、新型装備の
導入や活動の活発化の傾向が認められるほか、中国軍と
爆撃機の共同飛行や艦艇の共同航行を実施し、ロシア国
内の戦略コマンド（軍管区）級の年次大規模演習に中国
軍部隊が参加するなど、中国との戦略的な連携を強化す
る動きもみられる。わが国を含むインド太平洋地域にお

けるロシアの軍事的動向などは、こうした中国との戦略
的連携と相まって安全保障上の強い懸念であり、ウクラ
イナ侵略における動きも踏まえつつ、注視していく必要
がある。

2章（ロシアによる侵略とウクライナによる防衛）

2022年9月6日、ロシア軍の年次戦略指揮参謀部演習「ヴォストーク
2022」を視察するプーチン大統領（中央）。ショイグ国防相（左）及び 

ゲラシモフ参謀総長（右）が随行【ロシア大統領府】

	 22	 安全保障・国防政策

1　戦略・政策文書
ロシアは、2021年7月に改訂された「国家安全保障戦

略」により、内外政策分野の目標や戦略的優先課題を定
めている。
「国家安全保障戦略」では、これまでの防衛能力、国内

の団結及び政治的安定性の強化並びに経済の現代化及び
産業基盤の発展のための政策が、自立的な内外政策を遂
行し、外部の圧迫に対し効果的に対抗できる主権国家と
してのロシアの強化を裏づけたとして、外部の脅威の存
在と、それに屈しない「強い国家」であるという自己認
識を示している。そして、ロシア周辺におけるN

North Atlantic Treaty Organization
ATO

の軍事活動が軍事的脅威であると述べたほか、米国の中
短距離ミサイルの欧州及びアジア太平洋地域への配備が
戦略的安定性などに対する脅威であるとしている。

国防分野では、軍事力の果たす役割を引き続き重視

し、十分な水準の核抑止力とロシア軍をはじめとする軍
事力の戦闘準備態勢を維持することにより戦略抑止及び
軍事紛争の阻止を実施するとしている。
「国家安全保障戦略」の理念を軍事分野において具体

化する文書である「軍事ドクトリン」は、2014年12月
に改訂されたが、同ドクトリンでは、大規模戦争が勃発
する蓋然性が低下する一方、NATO拡大を含むNATO
の軍事インフラのロシア国境への接近、戦略的ミサイル
防衛（M

Missile Defense
D）システムの構築・展開など、ロシアに対す

る軍事的危険性は増大しているとの従来からの認識に加
え、NATOの軍事力増強、米国による「グローバル・ス
トライク」構想の実現、グローバルな過激主義（テロリ
ズム）の増加、隣国でのロシアの利益を脅かす政策を行
う政権の成立、ロシア国内における民族的・社会的・宗
教的対立の扇動などについても新たに軍事的危険と定義
し、警戒を強めている。

 参照
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また、現代の軍事紛争の特徴として、精密誘導兵器、
極超音速兵器、電子戦装備、各種無人機などの集中的な
使用、ネットワーク型の自動指揮システムによる部隊や
武器の運用の自動化・一元化といった事象に加え、ハイ
ブリッド戦争という文言はないものの、軍事力と政治・
経済・情報その他の非軍事的手法との複合的な利用、非
正規武装集団や民間軍事会社による軍事行動への参加な
どを指摘している。

核兵器については、同ドクトリンにおいて、核戦争や
通常兵器による軍事紛争の発生を防止する重要な要素で
あると位置づけ、その使用基準については、核その他の
大量破壊兵器が使用された場合のみならず、通常兵器に
よる侵略が行われ、国家存続の脅威にさらされた場合、
核兵器による反撃を行う権利を留保するとしている。

2020年6月、ロシアは、いわゆる「核ドクトリン」に
相当する政策文書「核抑止分野における国家政策の指針」
を初めて公表した。核兵器の使用基準は、「軍事ドクトリ
ン」に記述された基準と同様であるが、新たにロシアが
核兵器を使用する可能性がある条件や核抑止の対象とな
る軍事的危険などについて明らかにしている。また、こ
の「指針」に関しては、「ロシアを潜在敵とみなす個別の
国」に加え、「それらの国が参加する軍事連合」をも対象
としており、核抑止におけるロシアの「レッドライン」
をも明示したものと説明されている。

2　国防費
国防費については2011年度から2016年度（執行額）

までは、対前年度比で二桁の伸び率が継続し、対GDP
比で4.4％に達したが、その後はおおむね対GDP比3%
前後の水準で推移している。なお、ウクライナ侵略によ
り、2022年度執行予算（暫定額）は前年度比30.8％増、
2023年度当初予算は同6.5％増となっている1。

図表Ⅰ-3-5-1（ロシアの国防費の推移）

3　軍改革
ロシアは、1997年以降、「コンパクト化」、「近代化」、

「プロフェッショナル化」という3つの改革の柱を掲げ
て軍改革を本格化させてきた。

1 ロシア財務省及びロシア連邦国庫公表資料による。

軍の「コンパクト化」については、兵員の削減と機構
改編（軍種・軍管区の統廃合、地上軍編成の師団主体か
ら旅団主体への移行）が進められた。その結果、2021年
1月までに、西部、南部、中央及び東部の4個軍管区並び
に北洋艦隊（北極正面を担任）に対応する統合戦略コマ
ンドがそれぞれ設置され、軍管区司令官のもと、地上軍、
海軍、航空宇宙軍など全ての兵力の統合的な運用を行う
体制となった。

しかし、2022年2月のウクライナ侵略開始後、ロシア
国防省・軍は、兵員数の増加や部隊編制の拡大改編を指
向する動きを見せている。同年12月の国防省幹部会議
拡大会合において、ショイグ国防相はプーチン大統領に
対し、兵員数の150万人への増加、モスクワとレニング
ラードの2個軍管区の創設、既存の複数個旅団の師団へ
の改編、砲兵部隊の増強、フィンランド国境地域への1
個軍団の新規配備などを提案した。

軍の「近代化」については、2020年までに新型装備の
比率を70％に引き上げる目標は達成したとされ、その
割合は通常戦力において71％（2021年末時点）及び戦
略核戦力において91％（2022年末時点）と公表されて
いる。

軍の「プロフェッショナル化」については、常時即応

 参照

図表Ⅰ-3-5-1 ロシアの国防費の推移

国防費（兆ルーブル） 対前年度伸び率（％）
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（注）ロシア財務省及びロシア連邦国庫公表資料（14～ 21年度は執行額、
22年度は同年9月1日時点の執行予算（暫定額）、23年度は当初予算額）
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部隊の即応態勢を実効性あるものとするため、徴集され
た軍人の中から契約で勤務する者を選抜する契約勤務制
度の導入が進められている。契約軍人の数は、2015年
に初めて徴集兵を上回り、2020年には契約軍人の数が
徴集兵の約2倍になったとされた。

ウクライナ侵略においては、ロシア兵の低い士気や技

能の不足が露呈するとともに、人的損耗が顕著になって
おり、2022年9月には予備役の部分的動員が開始され
た。そのほか、政府系企業、刑務所などにおいても義勇
兵を募集しているが、これら動員兵や義勇兵の一部は装
備や練度が不足したまま前線に送られているとの指摘も
ある。

	 33	 軍事態勢と動向
ロシアの軍事力は、連邦軍、連邦保安庁国境警備局、

連邦国家親衛軍庁などから構成される。連邦軍は3軍種
2独立兵科制をとり、地上軍、海軍、航空宇宙軍と戦略ロ
ケット部隊、空挺部隊からなる。

戦力の整備にあたっては、かつて対峙した米国を意識
し、核戦力のバランスを確保したうえで、先進諸国との
対比で劣勢を認識する通常戦力において、精密誘導可能
な対地巡航ミサイルや無人機といった先進諸国と同様の
装備を拡充しつつあるほか、非対称な対応として、長射
程の地対空及び地対艦ミサイル・システムや電子戦装備
による、いわゆる「A2/AD」能力の向上を重視している
ものとみられる。

図表Ⅰ-3-5-2（ロシア軍の配置と兵力（イメージ））

1　核・ミサイル戦力
ロシアは、国際的地位の確保と米国との核戦力のバラ

ンスをとる必要があることに加え、通常戦力の劣勢を補
う意味でも核戦力を重視しており、即応態勢の維持に努
めるとともに、各種プラットフォームや早期警戒システ
ムなどの更新を進めている。

戦略核戦力については、ロシアは、米国に並ぶ規模の
I
Intercontinental Ballistic Missile
CBM、潜水艦発射弾道ミサイル（SLBM）と長距離爆撃

機を保有している。
2011年以降、ICBM「トーポリM」の多弾頭型とみら

れている「ヤルス」の部隊配備を進めているほか、ソ連
時代のウクライナ製ICBM「ヴォエヴォダ」を置き換え
る大型のICBM「サルマト」を2023年中の配備開始に
向け試験中としている。新型のSLBM「ブラヴァ」を搭
載するボレイ級弾道ミサイル搭載原子力潜水艦（S

Ballistic Missile Submarine Nuclear-Powered
SBN）

は、6隻が就役しており、今後、北洋艦隊及び太平洋艦隊
にそれぞれ5隻配備される予定である。長距離爆撃機

「Tu-95」の近代化改修及び「Tu-160」の新規生産も継

続している。
非戦略核戦力については、通常弾頭または非戦略核弾

頭を搭載可能とされる地上発射型ミサイル・システム
「イスカンデル」や、海上発射型巡航ミサイル・システム
「カリブル」、空中発射型巡航ミサイル「Kh-101」、同弾
道ミサイル「キンジャル」などの各種ミサイルの配備を
進めている。ロシアはこれらのミサイルを「精密誘導兵
器による非核抑止力」と位置づけ、重視している。特に、

「カリブル」については、同ミサイル・システムを搭載す
る艦艇の極東への配備が進められており、わが国周辺の
安全保障環境にも大きな影響を与えうることから、注視
していくことが必要である。

 参照
ICBM「サルマト」

【諸元・性能】
開発中（2023年配備予定）

【概説】
新 型 の 大 型（ サ イ ロ 式 ）
ICBM。MDシステムの発展
を受け、極超音速弾頭を含む
幅広い種類の弾頭を搭載可能
としたほか、ロシアの衛星航
法システム「グロナス」を誘
導に用いるとされる。46基配
備予定。

ICBM「サルマト」 
【ロシア国防省公式 
Rutubeチャンネル】

海上発射型巡航ミサイル・システム「カリブル」

【諸元・性能】
射程：潜水艦発射型（対地）
約2,000km、水上艦発射型
（対地）約1,500km
速度：マッハ0.8

【概説】
シリア及びウクライナにおけ
る使用実績がある。様々なプ
ラットフォームに搭載可能で
あり、ロシア海軍の各艦隊に
おいて搭載艦の整備が進められている。

海上発射型巡航ミサイル・システム
「カリブル」【ロシア国防省公式

Youtubeチャンネル】
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図表Ⅰ-3-5-2 ロシア軍の配置と兵力（イメージ）

（注）　資料は、Military Balance 2023などによる。陸上兵力は地上軍55万人のほか空挺部隊4万人及びロシアが自国軍への「編
入」を発表したウクライナ東部の「分離派勢力」部隊3万人を含む。

約115万人
約62万人

T-90、T-80、T-72など、
約2,070両

（保管状態のものを含まず。保管状態のものを含めると約7,070両）

1,170隻　　約210万トン
1隻
3隻
11隻
19隻
72隻

約3万人
1,430機

MiG-29 109機 Su-30 122機 MiG-31 129機
Su-33 17機 Su-25 185機 Su-34 112機
Su-35 99機 （第4世代戦闘機　合計915機）
Su-57 6機 （第5世代戦闘機　合計6機）

Tu-160 16機
Tu-95 60機
Tu-22M 61機
約1億4,202万人

1年（徴集以外に契約勤務制度がある）

ロシア
総　　　兵　　　力

陸上兵力

戦　　　車

艦　　　艇
空　母

巡　洋　艦
駆　逐　艦
フリゲート
潜　水　艦
海　兵　隊
作　戦　機

近代的戦闘機

爆　撃　機

人　　　口
兵　　　役

参考

航空戦力

海上戦力

陸上戦力

北洋艦隊
セヴェロモルスク

黒海艦隊
セヴァストーポリ
（ウクライナ・
クリミア自治共和国）

カスピ小艦隊
アストラハン

バルト艦隊
バルチースク
（カリーニングラード州）

太平洋艦隊
ウラジオストク

（北部統合戦略コマンド）
（司令部：セヴェロモルスク）

西部軍管区
（西部統合戦略コマンド）
（司令部：サンクトペテルブルク）

南部軍管区
（南部統合戦略コマンド）
（司令部：ロストフ・ナ・ドヌー）

中央軍管区
（中央統合戦略コマンド）
（司令部：エカテリンブルク）

東部軍管区
（東部統合戦略コマンド）
（司令部：ハバロフスク）
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2　新型兵器
近年、米国が国内外でMDシステムの構築を進めてい

ることに対してロシアは反発している。
このような中、ロシアは、核戦力の基盤である弾道ミ

サイルへの対抗手段となりうる米国内外のMDシステ
ムを突破する手段として、以下のような各種の新型兵器
の開発を進める旨を明らかにしている。
・・大陸間の大気圏をマッハ20以上の速度で飛翔すると

される極超音速滑空兵器（H
Hypersonic Glide Vehicle

GV）「アヴァンガルド」
・・最高速度約マッハ9で1,500kmの射程を持つとされ

る海上発射型の極超音速巡航ミサイル（H
Hypersonic Cruise Missile

CM）「ツィ
ルコン」

・・事実上射程制限がなく、低空を飛翔可能とされる原子
力巡航ミサイル「ブレヴェスニク」

・・深海を高速航行が可能とされる原子力無人潜水兵器
「ポセイドン」
これらの新型兵器のうち、HGV「アヴァンガルド」が

配備済みであるほか、2023年1月には、北洋艦隊配備の
ゴルシコフ級ミサイルフリゲート「アドミラル・ゴルシ
コフ」がHCM「ツィルコン」を搭載し外洋展開を開始す
る旨発表されており、同ミサイルも実戦配備されたもの
とみられる。

ロシア自身のMD装備については、2022年春には、
MD能力を有するとされる新型地対空ミサイル・システ
ム「S-500」の部隊への納入開始が報じられているほか、
同年11月には新型の弾道弾迎撃ミサイルの発射試験実
施が発表されている。

3　通常戦力など
ロシアは、「国家装備計画」に基づき装備の開発・調達

などを行ってきたが、ウクライナ侵略による損耗装備の
補填需要や対露制裁による工作機械及び部品の入手困難
といった事情により、同計画の続行に支障が出ていると
の指摘もある。

地上軍は、「T-14」戦車や「コアリツィヤSV」155mm
自走榴弾砲といった新型装備の試験を継続している。

航空宇宙軍は、いわゆる「第5世代戦闘機」である
Su-57の量産先行型の配備を開始したほか、無人機開発
で有人航空機との統合に注力していると明らかにしてい
る。

海軍は、2027年までに装備の近代化率を70%まで引

ALBM「キンジャル」

【諸元・性能】
速度：マッハ10以上
射程：500km（搭載機の戦闘
行動半径と合わせ2,000km）

【概説】
飛翔中に機動可能な戦闘機搭
載の空中発射型弾道ミサイル
（ALBM）。地対地ミサイル・
システム「イスカンデル」用
短距離弾道ミサイルの空中発
射型との指摘もある。

ALBM「キンジャル」 
（MiG-31Kに搭載）【ロシア国防省

公式Youtubeチャンネル】

HCM「ツィルコン」

【諸元・性能】
速度：マッハ9
射程：1,500km

【概説】
「カリブル」巡航ミサイルと
発射装置を共用する艦載型
HCM。2023年1月配備開始。
地対艦ミサイル型も開発中と
報じられている。

HCM「ツィルコン」
【ロシア国防省公式 
Youtubeチャンネル】

地対空ミサイル・システム「S-500」

【概説】
「S-400」の後継となる地対空
ミサイル・システム。現在、
量産先行型がモスクワ周辺の
防空部隊に試験配備されてい
るものとみられる。

新型地対空ミサイル・システム 
「S-500」【ロシア国防省公式

Youtubeチャンネル】

HGV「アヴァンガルド」

【概説】
マッハ20以上の速度で大気圏内を飛翔し、高度や軌道を変えな
がらMDシステムを回避可能とされる。2022年末時点で8基が
配備されているものとみられる。

HGV「アヴァンガルド」【ロシア国防省公式Youtubeチャンネル】
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き上げるとしており、沿岸海域向け水上艦艇の整備が完
了しつつあることから、今後は外洋向け水上艦艇の建造
に移るとしている。

4　宇宙・電磁波領域
近年ロシア軍は宇宙及び電磁波領域における活動を活

発化させている。ロシアは、対衛星ミサイル・システム
「ヌドリ」などの対衛星兵器の開発を推進しているとさ
れ、2021年11月、対衛星ミサイルによる衛星破壊実験
の実施を公表した。また、2013年以降、接近・近傍活動

（R
Rendezvous and Proximity Operations

PO）を行う衛星を低軌道と静止軌道の双方に投入し
ており、静止軌道上で他国の衛星への接近・隔離を頻繁
に繰り返していることが観測されている。

電磁波領域においては、2009年以降、ロシア軍に電
子戦（E

Electronic Warfare
W）部隊が編成されるとともに多くの新型電子

戦システムが調達され、各軍種・兵科に分散配置されて
いる。2021年12月には、中央軍管区所在の電子戦部隊
が、自軍部隊の活動を秘匿するため偽の命令や信号を発
信し、敵を欺瞞する訓練を実施した旨発表されており、

「ネットワーク中心の戦い」への対応として電子戦能力
の向上が重視されていることがうかがわれる。

4章2節2項3（ロシア）、4章4節2項3（ロシア）

5　ロシア軍の動向（全般）
ロシア軍は、2010年以降、軍管区などの戦闘即応態

勢の検証を目的とした大規模演習を各軍管区が持ち回る
形で行っており2、こうした演習はロシア軍の長距離移動
展開能力の向上に寄与している。2022年は、東部軍管
区において、戦略指揮参謀部演習「ヴォストーク2022」
が兵員5万人以上、中国やインドなど計14か国が参加
して実施された。

核・ミサイル戦力の演習については、ウクライナ侵略
開始直前の2022年2月に、「戦略抑止力演習」として、
ICBM及びSLBMといった戦略核戦力に加え、「イスカ
ンデル」、「カリブル」、「キンジャル」及び「ツィルコン」
の通常弾頭または戦術核を搭載可能なミサイル戦力を用
いたロシア全土にわたる大規模なミサイル演習が実施さ

2 東部軍管区、中央軍管区、南部軍管区及び西部軍管区を中心に実施され、それぞれ「ヴォストーク（東）」、「ツェントル（中央）」、「カフカス（コーカサス）」、
「ザーパド（西）」と呼称される。

れた。また、同年10月にも「戦略抑止力訓練」として、
戦略核戦力による同様のミサイル演習が実施された。

北極圏では、警戒監視強化のため、沿岸部にレーダー
監視網の整備を進めている。同時に、飛行場を再建し、
Tu-22M中距離爆撃機やMiG-31迎撃戦闘機などを展開
させているほか、地対空ミサイルや地対艦ミサイルを配
備し、北方からの経空脅威や艦艇による攻撃に対処可能
な態勢を整備している。これに伴い、基地要員のための
大型の居住施設を北極圏の2か所に建設した。

こうした軍事施設の整備に加え、SSBNによる戦略核
抑止パトロールや長距離爆撃機による哨戒飛行を実施す
るなど、北極における活動を活発化させている。例えば、
アラスカ沖の国際空域やバレンツ海、ノルウェー海など
において長距離爆撃機Tu-95やTu-160などの飛行が
たびたび確認されている。

この背景には、近年の地球温暖化による海氷融解に伴
い、埋蔵資源の採掘可能性の増大、航路としての有用性

 参照

2022年9月、北海道西方沖の日本海において「ヴォストーク2022」の一環と
みられる実弾射撃を行うロシア海軍ステレグシチー級フリゲート「グロムキー」

2022年2月19日、ロシア軍の「戦略抑止力演習」に参加するベラルーシの
ルカシェンコ大統領（左）とロシアのプーチン大統領（右）【ロシア大統領府】

128日本の防衛

第5節ロシア

第
3
章

諸
外
国
の
防
衛
政
策
な
ど

第
Ⅰ
部

防衛2023_1-3-05.indd   128防衛2023_1-3-05.indd   128 2023/06/23   9:14:582023/06/23   9:14:58



の向上により、各国の注目が集まっていることがあげら
れる。このためロシアは、北極圏における国益擁護の体
制を推進しており、各種政策文書において北極圏におけ
る権益及びそれらの擁護のためのロシア軍の役割を明文
化している。例えば、2020年10月に改訂された「2035
年までのロシア北極圏の発展及び国家安全保障戦略」に
は、北極圏における軍事的安全を確保するための具体的
な課題として、「北極圏に適した運用体制の確保」、「北極
の環境に適した近代兵器、軍事・特殊機材の装備」、「拠
点インフラの開発」などが明記されている。

このように、ロシアは軍事活動を活発化させる傾向に
あり、その動向を注視していく必要がある。

6　わが国の周辺のロシア軍
ロシアは、2010年、東部軍管区及び東部統合戦略コ

マンドを新たに創設し、軍管区司令官のもと、地上軍の
ほか、太平洋艦隊、航空・防空部隊を配置し、各軍の統
合的な運用を行っている。

極東地域のロシア軍の戦力は、ピーク時に比べ大幅に
削減された状態にあるが、依然として核戦力を含む相当
規模の戦力が存在しており、新たな部隊配備や施設整備
にかかる動きなど、わが国周辺におけるロシア軍の活動
には活発化の傾向がみられるほか、近年は最新の装備が
極東方面にも配備される傾向にあるが、2021年12月現
在の東部軍管区の新型装備の比率は56％と発表されて
いる。

ロシア軍は、戦略核部隊の即応態勢を維持し、常時即
応部隊の戦域間機動による紛争対処を運用の基本として

いることから、他の地域の部隊の動向も念頭に置いたう
えで、極東地域におけるロシア軍の動向について関心を
もって注視していく必要がある。

（1）核戦力
極東地域における戦略核戦力については、SLBMを搭

載した3隻のボレイ級SSBNがオホーツク海を中心とし
た海域に配備されているほか、約30機のTu-95長距離
爆撃機がウクラインカに配備されている。ロシアは、ソ
連解体後に縮小していた海洋戦略抑止態勢の再強化を優
先しており、その一環として、今後太平洋艦隊にボレイ
級SSBNを計5隻配備する計画である。

（2）陸上戦力
東部軍管区においては自動車化狙撃兵（機械化歩兵）、

戦車、砲兵、地対地ミサイル、物資技術保障（兵站）、防
空など31個旅団及び2個師団約8万人となっているほ
か、水陸両用作戦能力を備えた海軍歩兵旅団を擁してい
る。また、同軍管区においても、地対地ミサイル・シス
テム「イスカンデル」、地対艦ミサイル・システム「バル」
及び「バスチオン」、地対空ミサイル・システム「S-400」
など、新型装備の導入が進められている。

（3）海上戦力
太平洋艦隊がウラジオストクやペトロパブロフスク・

カムチャツキーを主要拠点として配備・展開されてお
り、主要水上艦艇約20隻と潜水艦約15隻（うち原子力
潜水艦約10隻）など、艦艇約250隻、合計約67万トン
となっている。2021年以降、太平洋艦隊にも「カリブル」
巡航ミサイル搭載艦が順次配備されており、2022年度
末時点では、ウラジオストクにウダロイ級駆逐艦（近代
化改修型）1隻及びキロ改級潜水艦4隻が、ペトロパブ
ロフスク・カムチャツキーにステレグシチーII級フリ
ゲート1隻及びヤーセン級攻撃型原子力潜水艦1隻が配
備されている。

（4）航空戦力
東部軍管区には、航空宇宙軍、海軍を合わせて約320

機の作戦機が配備されており、既存機種の改修やSu-35
戦闘機、Su-34戦闘爆撃機など新型機の導入による能力
向上が図られている。2020年10月、北緯80度のアレクサンドラ島で発射訓練を行うロシア 

北洋艦隊の地対艦ミサイル・システム「バスチオン」 
【ロシア国防省公式Youtubeチャンネル】
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（5）わが国周辺における活動
わが国周辺では、軍改革の成果の検証などを目的とし

たとみられる演習・訓練を含めたロシア軍の活動が活発
化の傾向にある。

地上軍については、わが国に近接した地域における演
習はピーク時に比べ減少しているが、その活動には活発
化の傾向がみられる。

艦艇については、近年、太平洋艦隊に配備されている
艦艇による各種演習、遠距離航海、原子力潜水艦のパト
ロールが行われるなど、活動の活発化の傾向がみられ
る。

2022年1月末から3月中旬にかけて、ロシア海軍全
艦隊演習の一環とみられる大規模海上演習がオホーツク
海などにおいて、20隻以上の艦艇が参加して実施され
た。同演習期間中には演習参加艦艇として発表されてい
ない艦艇も含め延べ49隻が宗谷海峡及び津軽海峡を通
航した。同演習は時期及び規模において特異であるほか、
実施海域の特性を踏まえれば、ロシアとしては、ウクラ
イナ侵略を行う中にあっても、戦略原潜の活動領域とし
て重視するオホーツク海において活発に活動し得る能力
を誇示する狙いがあったと考えられる。

航空機については、2007年に戦略航空部隊が哨戒活
動を再開して以来、長距離爆撃機による飛行が活発化

し、空中給油機、A-50早期警戒管制機及びSu-27戦闘
機による支援を受けたTu-95爆撃機やTu-160爆撃機
の飛行も行われている。2021年12月にはIL-20情報収
集機が日本海からオホーツク海を経由して太平洋へ飛行
するとともに、別のロシア機8機（推定）が日本海を飛
行したことが確認された。2022年6月には、ロシア機4
機（推定）が、日本海から飛来し、北海道のわが国領空へ
向けて飛行したことを確認するなど、ロシア機の活動は
引き続き活発であった。

図表Ⅰ-3-5-3（ロシア機に対する緊急発進回数の推
移）

	 44	 北方領土などにおけるロシア軍
旧ソ連時代の1978年以来、ロシアは、わが国固有の

領土である北方領土のうち国後島、択捉島と色丹島に地
上軍部隊を再配備してきた。

その規模は、ピーク時に比べ大幅に縮小した状態にあ
ると考えられるものの、現在も南樺太に所在する1個軍
団に属する1個師団が国後島と択捉島に所在しており、

 参照

2022年2月、オホーツク海における大規模海上演習のため、 
流氷の浮遊する宗谷海峡を通過するロシア海軍ステレグシチーⅡ級 

フリゲート「グレミャシチー」【ロシア国防省公式Youtubeチャンネル】

図表Ⅰ-3-5-3 ロシア機に対する緊急発進回数
の推移

（回数）
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ステレグシチー級フリゲート

【諸元・性能】
満載排水量：2,235トン（「カ
リブル」非搭載型）、2,500ト
ン（「カリブル」搭載型）
最大速力：26ノット
主要兵装：対地巡航ミサイル
SS-N-30A（「カリブル」対地
型、最大射程：1,500km）、
対艦巡航ミサイルSS-N-26
（「カリブル」対艦型、最大射
程：300km）、対空ミサイル9M96（最大射程：60km）
搭載機：ヘリ（Ka-27）1機

【概説】
ロシア海軍の新型フリゲート。太平洋艦隊に「カリブル」巡航ミサ
イル搭載型1隻、非搭載型3隻が配属。

ステレグシチーⅡ級フリゲート 
【ロシア国防省公式 
Youtubeチャンネル】
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戦車、装甲車、各種火砲、対空ミサイル、偵察用無人機な
どが配備されている。

さらに近年ロシアは、北方領土所在部隊の施設整備を
進めているほか、海軍所属の沿岸（地対艦）ミサイルや
航空宇宙軍所属の戦闘機などの新たな装備も配備し、大
規模な演習も実施するなど、わが国固有の領土である北
方領土において、不法占拠のもと、軍の活動をより活発
化させている。

こうした動向の背景として、SSBNの活動領域である
オホーツク海一帯の軍事的重要性が高まっているといっ
た指摘があり、北方領土のほか、帰属先未定地である南
樺太や千島列島においてもロシア軍の活動は活発化の傾
向にある。

近年の北方領土への主要な新型装備の配備として、
2016年に択捉島及び国後島への沿岸（地対艦）ミサイ
ル配備が発表されたほか、2018年8月、同年1月に軍民
共用化された択捉島の新民間空港にSu-35戦闘機が3機
配備されたと伝えられている。

地上軍の装備では、2020年12月、ロシア国防省系メ
ディアは、択捉島及び国後島への地対空ミサイル・シス

テム「S-300V4」（最大射程400km）の実戦配備を報じ
た。さらに、2022年1月、前年に北方領土所在部隊の戦
車が寒冷地での運用に適した「T-80BV」に換装された
ことが発表された。

北方領土での軍事演習も継続して行われており、
2021年6月、択捉島、国後島及び南樺太で兵員1万人以
上、約500両の地上装備・機材、航空機32機、艦艇12
隻が参加する着上陸・対着上陸対抗演習が実施された。

また、北方領土と同じくオホーツク海に接する樺太及
び千島列島においては、地対空ミサイル・システム「S-
400」が南樺太（2021年2月）に、地対艦ミサイル・シ
ステム「バスチオン」が南樺太（同年末）、千島列島の松
輪島（同年12月）及び幌筵島（2022年12月）にそれぞ
れ新たに配備・展開されたことが報じられている。南樺
太に本部を置き、択捉島及び国後島所在部隊を管轄する
沿岸（地対艦）ミサイル旅団が新設されたとの報道もあ
り、引き続き北方領土を含む極東におけるロシア軍の動
向について、ウクライナ侵略における動きも踏まえつ
つ、強い懸念を持って注視していく必要がある。

	 55	 対外関係

1　全般
2023年3月31日、プーチン大統領は、2016年以来と

なる新たな「ロシア連邦外交政策コンセプト」を承認し
た。同文書でロシアは、多極化した国際秩序の構築を目
指すとしつつ、欧米諸国が反ロシア的政策をとっている
と非難し、中国やインドなどの国々との連携を重視する
姿勢を示している。特に中国については、2014年のウ
クライナ危機以降、西側諸国との対立の深まりと反比例

するかのように連携を強化する動きがみられ、2022年
2月のウクライナ侵略以降は特に顕著となっている。

2　米国との関係
プーチン大統領は、米国との経済面での協力関係の強

化を目指しつつ、一方で、ロシアが「米国によるロシア
の戦略的利益侵害の試み」と認識するものについては、
米国に対抗してきた。

地対空ミサイル・システム「S-300V4」

【諸元・性能】
最大射程：400km
最大高度：37km

【概説】
ステルス航空機対処能力を持
つとされる防空ミサイル。 地対空ミサイル・システム

「S-300V4」【ロシア国防省公式
Youtubeチャンネル】

千島列島の松輪島内を走行する地対艦ミサイル・システム「バスチオン」 
【ロシア国防省公式Youtubeチャンネル】

131 令和5年版 防衛白書

第5節 ロシア

第
3
章

諸
外
国
の
防
衛
政
策
な
ど

第
Ⅰ
部

防衛2023_1-3-05.indd   131防衛2023_1-3-05.indd   131 2023/06/23   9:15:022023/06/23   9:15:02



軍事面においては、ロシアは、米国が欧州やアジア太
平洋地域を含む国内外にMDシステムを構築している
ことについて、地域・グローバルな安定性を損ない、戦
略的均衡を崩すものと反発してきており、MDシステム
を確実に突破できるとする戦略的な新型兵器の開発など
を進めている。

米露間の軍備管理については、トランプ前政権下の
2019年8月、米側の脱退表明に端を発した一連のプロ
セスを経て、中距離核戦力（I

Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty
NF）全廃条約が終了した。

2020年11月には米国が、欧米とロシアなどとの間で偵
察機による相互監視を認めたオープンスカイ（領空開放）

条約を脱退し、ロシアも2021年1月に脱退を表明した。
一方、米露間の戦略核戦力の上限を定めた新戦略兵器

削減条約（新S
Strategic Arms Reduction Treaty

TART）については、同年2月の期限直前
となる同年1月、5年間の延長に合意したものの、2023
年2月、プーチン大統領は同条約に規定のない「効力の
一時停止」を一方的に宣言した。

2章3項2（NATO加盟国などの対応）

3　中国との関係
中国との関係では、90年代以降、近年まで地対空ミサ

 参照

ロシアはウクライナ侵略を継続する中で、極東に配
備された部隊を含めた地上戦力を中心に通常戦力を大
きく損耗しているとみられることから、今後、さらに
核戦力への依存を深めていくと考えられます。わが国
周辺においては、戦略原潜の活動海域であるオホーツ
ク海周辺一帯の防衛に一層注力するとみられます。

戦略原潜については、それぞれ新型のボレイ級
SSBNが2015年以降現在までに3隻、ヤーセン級攻
撃型原子力潜水艦（S

Submarine, Surface-to-Surface Missile, Nuclear-Powered
SGN）が2022年に1隻配備さ

れており、将来的にボレイ級SSBNは計5隻、ヤーセ
ン級SSGNは計4隻体制になるものとみられるほか、
既存の原潜の一部も近代化改修されています。

戦略原潜の活動海域であるオホーツク海周辺一帯
のカムチャツカ半島、帰属先未定地である千島列島及
び南樺太、そしてわが国の北方領土において、ロシア
軍は、地対艦ミサイル「バスチオン」や「バル」、地対
空ミサイル「S-400」や「S-300V4」を近年新たに配
備していますが、これらの動きは、ロシアが戦略原潜
の活動海域であるオホーツク海一帯への他国軍の接近
を阻もうとする、いわゆる「バスチオン」戦略の一環
と考えられます。

また、「バスチオン」戦略強化の観点から、沿海州や
カムチャツカ半島を拠点とする海空戦力の整備・活用
を行っていくものとみられます。具体的には、太平洋
艦隊は、戦術核及び通常弾頭を搭載可能な精密誘導兵
器である「カリブル」巡航ミサイルを搭載する艦艇を
整備中であり、ペトロパブロフスク・カムチャツキー

にはステレグシチーⅡ級フリゲートが、ウラジオスト
クにはキロ改級潜水艦が新たに配備されていますが、
いずれの艦艇も「カリブル」を搭載可能となっていま
す。2023年1月に実戦配備された極超音速巡航ミサ
イル「ツィルコン」も、現在建造中のゴルシコフ級ミ
サイルフリゲートに搭載され、将来、極東に配備され
る可能性があります。

また、これらの海空戦力は、米国や、日本を含む米国
の同盟国へのけん制の観点から、平素から活用されて
いくものとみられます。海空戦力の活動活発化は、ウ
クライナ侵略開始前からみられており、例えば、2017
年12月には、Tu-95爆撃機がインドネシア東部ビアク
に展開したほか、2021年夏には、太平洋艦隊がハワイ
諸島西方の太平洋中部において大規模演習を実施した
と報じられました。さらに中国との間では、2019年以
降に爆撃機の共同飛行を、2021年以降に海軍艦艇の
共同航行をわが国周辺で実施しています。

わが国周辺を含むインド太平洋地域におけるロシ
アの軍事動向については、中国との連携の動向を含
め、強い懸念をもって注視していく必要があります。

2022年10月6日から7日にかけ、宗谷海峡を西進した 
ロシア海軍キロ級潜水艦。

太平洋艦隊において3隻目となる、「カリブル」巡航ミサイルを 
搭載可能なキロ改級潜水艦「マガダン」とみられる。

わが国周辺におけるロシアの軍事動向解 説解 説
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イル、戦闘機や潜水艦といった装備を輸出してきたほ
か、各種の共同軍事活動を実施しており、ウクライナ侵
略を継続する中にあっても、依然として緊密な軍事協力
を進めている。

2022年5月及び11月には、2019年以降毎年実施さ
れている、ロシアのTu-95爆撃機と中国のH-6爆撃機
による「中露共同飛行」を、日本海から東シナ海、さらに
は太平洋に至る空域で実施した。

2022年9月には、両国艦艇がロシア東部軍管区の戦
略指揮参謀部演習「ヴォストーク2022」の一環として、
日本海からオホーツク海に至る海域で共同訓練を行い、
同演習終了後、参加艦艇を中心とする両国艦艇が2021
年10月に続き2回目となる「中露共同航行」をわが国周
辺海域で実施した。これらの中露両国による度重なる共
同軍事活動は、わが国に対する示威活動を明確に意図し
たものであり、わが国と地域の安全保障上の観点から、
重大な懸念である。

2022年12月には、中露海軍は、定例の共同演習「海
上協力」を東シナ海において実施した。

2022年9月、中露共同航行に参加するロシア海軍艦載ヘリと 
中国海軍レンハイ級駆逐艦【ロシア国防省公式Rutubeチャンネル】

2節3項2（ロシアとの関係）、図表Ⅰ-3-5-4（中露に
よる共同飛行（2022年度））

4　旧ソ連諸国との関係
ロシアは旧ソ連諸国との二国間・多国間協力の発展を

外交政策の最も重要な方向性の一つとしている。また、
自国の死活的利益が同地域に集中しているとし、集団安

3 ロシア、ベラルーシ、カザフスタン、キルギス、タジキスタン及びアルメニアの6か国が加盟する軍事同盟。CSTOの設立根拠となる1992年の集団安全保
障条約第4条に、加盟国が侵略を受けた場合、「残る全加盟国は、被侵略国の要請に応じて、軍事的援助を含む必要な援助を早急に行うとともに、自らの管
理下にある全ての手段を用いた支援を国連憲章第51条に規定された集団的自衛権の行使手順に則って提供する」との規定がある。

全保障条約機構（C
Collective Security Treaty Organization

STO）3加盟国であるアルメニア、タ
ジキスタン及びキルギスのほか、モルドバ（トランスニ
ストリア）、ジョージア（南オセチア、アブハジア）及び
ウクライナ（クリミア）にロシア軍を駐留させ、2014年
11月には、アブハジアと同盟及び戦略的パートナーシッ
プに関する条約を、2015年には、南オセチアと同盟及
び統合に関する条約を締結するなど、軍事的影響力の確
保に努めている。

しかし、ソ連解体から30年以上が経過した現在、ベラ
ルーシを除く旧ソ連諸国はいずれもロシアによるウクラ
イナ侵略を支持していない。ロシアが旧ソ連諸国出身者
を義勇兵として募集していることへの各国の反発も指摘
されており、ウクライナ侵略を契機にロシアが旧ソ連圏
に対し有するとされる影響力を一層減少させるとの見方
もある。

ベラルーシについては、ウクライナ侵略開始に前後し
て、ロシアが軍事的関与を強める動きを示している。
2022年6月、ルカシェンコ大統領は、プーチン大統領に
対しベラルーシ空軍機の核搭載仕様への改修支援を要請
し、プーチン大統領はこれに応諾した。2023年2月に
は、ベラルーシ軍がロシアから受領した地対地ミサイ
ル・システム「イスカンデル」が実戦配備されたことが
公表された。同年3月、プーチン大統領は、これらの核
搭載可能なベラルーシ軍の装備に言及しつつ、同年7月
までにベラルーシ国内に戦術核兵器貯蔵施設を整備する
旨を明らかにしている。

2章（ロシアによる侵略とウクライナによる防衛）

5　その他諸国との関係
（1）アジア諸国との関係

ロシアは、多方面にわたる対外政策の中で、アジア太
平洋地域の意義が増大していると認識し、シベリア及び
極東の社会・経済発展や安全保障の観点からも同地域に
おける地位の強化が戦略的に重要としている。アジアに
おいては、中国との関係に加え、インドとの優先的な戦
略的パートナーシップ関係に重要な役割を付与すること
としており、2021年12月には、年次首脳会談に合わせ、
初の外務・防衛担当閣僚協議（「2＋2」）をニューデリー

 参照

 参照
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で開催した。軍事面では、2003年以降、陸軍及び海軍の
ほか、近年は空軍も加わる形で露印共同演習「インドラ」
を行うなど、幅広い軍事協力を継続させている。また、
ASEANとの関係強化にも取り組んでおり、2021年12
月には初のASEAN諸国との海軍共同演習をインドネシ
ア近海で実施した。

（2）欧州諸国との関係
NATOとの関係については、NATO・ロシア理事会

（N
NATO-Russia Council

RC）の枠組みを通じ、ロシアは、一定の意思決定に
参加するなど、共通の関心分野において対等なパート
ナーとして行動してきたが、2014年のウクライナ危機
を受けて、NATOや欧州各国は、NRCの大使級会合を
除き、軍事面を含むロシアとの実務協力を同年以降停止
した。さらにウクライナ侵略により、ロシアと欧州諸国
との関係は、冷戦期以来の緊張したものとなっている。

2章3項2（NATO加盟国などの対応）

（3）中東・アフリカ諸国との関係
2023年3月に公表された外交政策コンセプトでは、

イランとの包括的な相互協力、シリアへの全面的な支

援、トルコやサウジアラビア、エジプトなどとのパート
ナーシップ深化が明記された。特にシリアに関しては、
2015年9月以降、シリアでアサド政権を支援する作戦
を展開するロシア軍は、シリア国内のタルトゥース海軍
基地及びフメイミム航空基地を拠点として確保し続けて
いる。シリアでの作戦では、戦闘爆撃機や長距離爆撃機
による空爆のほか、カスピ海や地中海に展開した水上艦
艇や潜水艦からの巡航ミサイル攻撃を実施した。ロシア
がシリアに軍事プレゼンスを維持し、長射程地対空ミサ
イルの配備により恒久的な「A2/AD」能力を構築して
いると指摘されていることや、トルコ、サウジアラビア、
エジプトなどの周辺国との連携拡大を考慮すると、シリ
アを中心とする地中海東部地域に対するロシアの影響力
は無視できないものとなっている。

ロシアはシリア問題に加えて、リビア和平においても
トルコと利害調整しつつ、その影響力を強めている。
2020年5月、米アフリカ軍（A

Africa Command
FRICOM）は、ロシアの

MiG-29戦闘機などがシリアで国籍標識が消された後、
リビアに届けられたと公表し、ロシア政府が支援する民
間軍事会社（PMC）を利用して、リビアの戦況を作為し
ていると非難した。またロシアPMC「ワグナー」の要員
約2,000人がリビアで活動しているとの指摘もある。

 参照

図表Ⅰ-3-5-4 中露による共同飛行（2022年度）

中露による共同飛行の経路（2022年度）

2022年5月24日 2022年11月30日

：推定中国戦闘機（2機）
：中国戦闘機（推定J-16）（2機）
：Tu-95爆撃機（2機）
：H-6爆撃機（2機）：H-6爆撃機×2

：H-6爆撃機×2（推定）

：IL-20情報収集機×1
：Tu-95爆撃機×2
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2020年12月、ロシア政府は、海軍の拠点をアフリカ
北東部スーダンの紅海沿岸に設置することでスーダン政
府と合意したと発表した。今後スーダンにロシア海軍の
拠点が開設されれば、インド洋方面におけるロシア軍の
展開能力が高まるものとみられる。

2022年1月、マリ軍報道官は、同国軍の訓練のため二
国間合意に基づき国内にロシア人教官が派遣されている
と発言したほか、ロシアPMC「ワグナー」の要員300人
から400人がマリ国内で活動しているとの指摘もある。

2023年2月、ロシア海軍北洋艦隊所属のアドミラル・
ゴルシコフ級フリゲートなどが、南アフリカ東方のイン
ド洋において、中国及び南アフリカ海軍とともに、2019
年以来2回目となる共同海軍演習を実施した。

4 ストックホルム国際平和研究所（S
Stockholm International Peace Research Institute

IPRI）によれば、ロシアは2018年から2022年の間の武器輸出の世界シェアで米国に次ぐ第2位（16%）となっている。

6　武器輸出
ロシアは、防衛産業基盤の維持、経済的利益のほかに、

外交政策への寄与といった観点から武器輸出を積極的に
推進しており、国営企業「ロスオボロンエクスポルト」
が独占して輸出管理を行っている。ロシアは現在、武器
輸出の世界シェアで米国及びフランスに次ぐ3位を占め
ており4、アジア、アフリカ、中東などに戦闘機、艦艇、地
対空ミサイルなどを輸出している。近年は、従来の武器
輸出先に加え、トルコなどの米国の同盟国や友好国に対
しても積極的な売り込みを図ってきたが、2017年に成
立した米国の対敵対者制裁法（C

Countering America’s Adversaries Through Sanctions Act
AATSA）やロシアによ

るウクライナ侵略による対露制裁はロシアの防衛産業に
大きな影響を与えているものとみられる。

資料：最近の国際軍事情勢（ロシア）
URL：https://www.mod.go.jp/j/surround/index.html
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	第6節	 大洋州
	 11	 オーストラリア

1	 オーストラリアはフランスから12隻の通常動力型潜水艦（アタック級潜水艦）を調達する予定であったが、AUKUSの枠組みにより、原子力潜水艦の取得
を目指すこととなったため、この通常動力型潜水艦の取得計画は中止となった。

1　全般
オーストラリアは、戦略的利益、自由と人権の尊重、

民主主義、法の支配といった普遍的な価値をわが国と共
有する特別な戦略的パートナーであり、オーストラリア
との関係の重要性はこれまで以上に高まっている。

2　国防戦略
モリソン前保守連合政権は、オーストラリアの戦略環

境が予想を上回る速さで悪化していることを受け、国防
戦略を見直すべく、2020年7月に「2020国防戦略アッ
プデート」を発表した。その中で、戦略環境の変化とし
て、インド太平洋地域における軍事近代化や米中をはじ
めとする主要国間の競争の激化をあげた。また、グレー
ゾーンにおける活動が活発化しているとし、準軍事戦力
の利用、紛争地形の軍事拠点化、影響力行使・介入の実
施、経済的圧力などを例としてあげた。

このアップデートの中で、こうした情勢認識のもと、
インド太平洋地域、特にインド洋北東部から、東南アジ
アの海上及び陸上を経て、パプアニューギニア及び南西

太平洋に至る近接地域を重視する方針を打ち出した。ま
た、国防戦略の目標を、①オーストラリアの戦略環境を
形成し、②オーストラリアの国益に反する行動を抑止
し、③必要時に信頼に足る軍事力によって対処するた
め、軍事力を配備することとした。同目標を達成するた
め、2030年までの10年間で約2,700億豪ドルを豪軍の
能力向上に投資する方針を示した。

2021年9月、豪英米首脳は、インド太平洋地域におけ
る外交、安全保障、防衛の協力を深めることを目的とし
た3国による新たな安全保障協力の枠組みとなる

「AUKUS（オーカス）」の設立を発表した。協力項目と
して、①情報・技術共有の深化、②安全保障・防衛関連
の科学、技術、産業基盤、サプライチェーンの統合深化、
③安全保障・防衛能力に関する協力強化をあげた。最初
の取組として、オーストラリアが少なくとも8隻の原子
力潜水艦を取得することを支援する方針を示し1、これを
具体化するため18か月をかけて検討を行うとした。

2022年4月、AUKUSのもと、海中ロボット自律シス
テム、量子技術、人工知能、極超音速能力などに関して
協力を深化することについても発表している。ほかには、
オーストラリアが、トマホーク巡航ミサイル、スタン
ド・オフ・ミサイル（JASSM-ER、LRASM）の導入に加
え、空軍向けの極超音速ミサイルの開発について、米国
と協力を進める意向を明らかにしている。

2022年5月、総選挙を経て発足したアルバニージー
労働党政権は、前政権の国防政策の方針を踏襲する旨明
言しており、これを実行し、豪軍を最適化するため、「国
防戦略見直し」を実施する旨発表した。

2023年3月、豪英米首脳は米国で首脳会談を実施し、
3つの段階的アプローチを通して、核不拡散上のコミッ
トメントを遵守しつつ、オーストラリアが通常兵器搭載
の原子力潜水艦を配備する方針を発表した。第1段階と
して、2027年から米国及び英国が自国の攻撃原潜をオー
ストラリア西岸のスターリング基地にローテーション配

連邦総督公邸で宣誓式に臨むアルバニージー首相（中央）、	
マールズ副首相兼国防相（右）、ウォン外相（左）（2022年5月）

【AFP=時事】
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備し、豪海軍もこれに同乗することで、実践的な訓練を
実施する。第2段階として、2030年代初頭に米国のバー
ジニア級攻撃原潜を最大5隻取得する。第3段階として、
現在開発中の英国次期攻撃原潜の設計をベースに、米国
の最新技術を取り入れた、オーストラリア及び英国共通
の原潜を3か国で共同開発し、豪英でこれを建造する。

2023年4月、元豪国防相及び元豪国防軍司令官へ委
託していた「国防戦略見直し」の完了を受けて、「見直し」
及びこれにより提示された豪軍の態勢・構成の改革にか
かる課題への、政府の対応方針を含む文書、「国家防衛：
国防戦略見直し」を公表した。アルバニージー政権は「見
直し」による勧告におおむね同意し、以下を含む、早急
に対応すべき優先分野を特定した。
・AUKUSによる原子力潜水艦の取得を通じた抑止力の

向上
・長距離の標的を正確に打撃する能力の開発
・豪州北部からの運用能力の向上

上記を実現するため、2024年に「国家防衛戦略」を策
定し、今後は2年ごとに「戦略」を策定する方針を示した。

現在、オーストラリアは、約5万9,800人の兵力を有
し、同盟国である米軍との共同作戦を実施すべく、高性
能な戦車、艦艇、航空機を保有している。また、これらを
遠方展開させるための空中給油機、強襲揚陸艦なども保
有している。2022年3月、豪政府は豪国防軍兵力を
2040年までに1万8,500人増やし約30パーセント増員
させることを発表した。

3　対外関係
（1）米国との関係

オ ー ス ト ラ リ ア と 米 国 は、相 互 防 衛 条 約 で あ る
A
Security Treaty between Australia, New Zealand and the United States of America

NZUS条約2に基づく同盟関係にある。「2020国防戦
略アップデート」においては、情報共有、防衛産業・技
術協力などを含め米国との同盟が不可欠であるとし、同
盟を引き続き深化させる方針を明らかにしている。

両 国 は、1985 年 以 降、外 務・ 防 衛 閣 僚 協 議
（A

Australia United States Ministerial Consultations
USMIN）を定期的に開催し、主要な外交・安保問題

について協議している。2022年11月にワシントンDC
で開催されたAUSMINの共同声明において、両国は、米

2	 1952年に発効したオーストラリア・ニュージーランド・米国間の三国安全保障条約。ただし、ニュージーランドが非核政策をとっていることから、1986
年以降、米国は対ニュージーランド防衛義務を停止しており、オーストラリアと米国の間及びオーストラリアとニュージーランドの間でのみ有効。

豪同盟がかつてないほど強固となり、地域の平和と安定
に欠かせないものとなったことに言及し、自由で・開か
れた・安定した・平和で・繁栄した・主権を尊重するイ
ンド太平洋を確保するために、米豪間及び地域のパート
ナーや地域機構との協力を深化することにコミットした。

米豪は、インド太平洋に近いオーストラリア北部にお
いて米軍のプレゼンスを強化してきた。オバマ政権期の
米国によるリバランス政策の一環として、2011年11月
に米豪首脳により発表された「戦力態勢イニシアティブ」
のもと、2012年以降、米海兵隊はダーウィンを含むオー
ストラリア北部へのローテーション展開を開始し、2022
年には約2,200名の米海兵隊員が展開した。また、米空
軍は、B-52戦略爆撃機やF-22戦闘機などをオーストラ
リアへ随時展開し、豪空軍と共同演習・訓練を実施して
いる。前述のAUSMIN共同声明では、将来的に米陸軍及
び海軍もローテーション展開することを発表した。

米豪軍は2005年以降、2年に1度、米豪共同演習「タ
リスマン・セイバー」を実施し、戦闘即応性及び相互運
用性の向上を図っている。2021年には、米豪軍に加え、
カナダ軍、英軍、韓国軍、自衛隊などが参加し、水陸両用
作戦、陸上戦闘訓練などを実施した。

（2）中国との関係
中国は、オーストラリアにとって最大の貿易相手国で

あり、オーストラリアは、政治・経済分野での交流・協
力のほか、国防分野でも当局間の対話、共同演習、艦艇
の相互訪問などの交流を行ってきた。

一方で、オーストラリアは、中国に対する自国の立場
を明確に発信する姿勢を見せるなど、対中警戒心を顕在
化させている。

南シナ海問題において、豪政府は、中国による埋立及
び建設活動に対し深刻な懸念を表明し、係争のある地形
の軍事化及び威圧的な行動による、現状を変更し又は影
響を及ぼそうとするいかなる一方的な試みにも反対して
いるほか、航行の自由及び上空飛行の自由にかかる権利
を行使し続ける旨表明している。「外交白書2017」では、
オーストラリアが最重要と位置づけるインド太平洋地域
において中国が米国の地位に挑戦している旨明記した。

豪軍艦艇や米軍艦艇も利用してきたダーウィン港をは
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じめとする中国資本による豪施設の賃借などに対して
は、内外から懸念の声が上がり、豪政府は2020年12月、
連邦政府の対外政策と整合しない、地方政府による外国
との合意の交渉開始拒否や既存の合意破棄を可能とする
法律を制定した。

2020年4月にオーストラリアが中国の新型コロナウ
イルス感染症発生源をめぐる独立調査の必要性を主張し
始めたのを契機に、中国はオーストラリア産牛肉などの
輸入制限措置を相次いで導入し、豪中関係は急速に悪化
した。

2022年2月、豪国防省は、オーストラリア北側のアラ
フラ海において、豪空軍P-8A哨戒機が中国海軍艦艇に
よりレーザーを照射された旨公表し、モリソン前豪首相
は、レーザー照射を「威嚇行為であり決して受け入れな
い」として非難した。これに対し、中国国防部及び外交
部は、これを「事実と異なる」と主張した。

その後、オーストラリアの政権交代をきっかけに、両
国は外交・安全保障対話を再開し、2022年6月に約3
年ぶりの豪中国防相会談が実施された。

AUKUSについて、豪英米は、最高水準の核不拡散基
準を採用するとしており、国際原子力機関とも継続的に
協議を行っているが、中国は、オーストラリアに対する
原子力潜水艦に関する技術の提供は、核拡散の深刻なリ
スクとなり、地域の平和と安定を破壊するものであるな
どと主張している。

（3）インドとの関係
オーストラリアは、インドを安全保障上の国益を共有

するインド太平洋地域のパートナーとみなしている。
両国は2020年6月の首脳会談（オンライン）におい

て、両国関係を包括的戦略的パートナーシップ関係に引
き上げることで合意し、2022年3月に実施した首脳会
談（オンライン）では、年次首脳会談の開催を決定した。

2021年9月、両国は、ニューデリーにおいて、初の豪
印外務・防衛閣僚協議「2＋2」を実施し、防衛分野では、
防衛技術、海洋状況把握及び相互兵站支援での協力強化
に合意した。

また、2022年6月、マールズ副首相兼国防相は、シ
ン・インド国防相と会談し、両国間の軍事演習及び交流
の多様化と頻度の増加を歓迎するとともに、相互兵站支
援協定を通じ、運用面での関与を積み重ねていくことで
一致した。

2022年11月、豪海軍は、2021年に続いて、米印海軍
及び海上自衛隊との共同訓練「マラバール」に参加した。

8節1項2（軍事）

（4）東南アジア及び太平洋島嶼国との関係
オーストラリアは、前述のとおり、「2020国防戦略

アップデート」において、インド洋北東部から南西太平
洋に至る近接地域を重視する方針を打ち出した。

インドネシアとは、2006年11月の安全保障協力の枠
組みであるロンボク協定への署名、2012年9月のテロ
対策や海上安全保障での協力強化などが盛り込まれた防
衛協力協定の締結、2018年8月の包括的戦略的パート
ナーシップへの引き上げなどを経て、安全保障・国防分
野の関係を強化してきた。外務・防衛閣僚協議（2＋2）
の定期開催や2018年の海上安全保障やテロリズムに関
する防衛協力協定及び海洋協力行動計画への署名などを
通じ、両国は協力関係を強化している。

シンガポール及びマレーシアとは、両国に対する攻撃
や脅威が発生した場合、両国と共に英国、オーストラリ
ア、ニュージーランドが対応を協議する「五か国防衛取
極（F

Five Power Defence Arrangements
PDA）」（1971年発効）を締結しており、この枠組

みに基づき南シナ海などにおいて定期的に共同統合演習
を行っている。シンガポールについては、オーストラリ
アの最も進んだ国防パートナーであり、安全な海上貿易
環境に対する利益を共有するとしている。2016年10月
には、包括的戦略的パートナーシップのもと、オースト
ラリアにおける軍事訓練及び訓練区域の開発に関する了
解覚書に署名するなど、防衛協力も進んでいる。マレー
シアに対しては、同国のバターワース空軍基地に豪軍を
常駐させるとともに、南シナ海やインド洋北部の哨戒活
動を通じて、同地域の安全と安定の維持に貢献している。

また、アルバニージー政権は、2022年4月にソロモン
諸島が中国と安全保障協力協定に署名したことについ
て、モリソン前政権の失敗であったと批判し、太平洋島
嶼国及び東ティモールへの関与を拡大する方針を打ち出
した。この方針に基づき、太平洋島嶼国及び東ティモー
ル軍や治安部隊を対象として訓練を実施するために、太
平洋防衛学校を設立することや、気候変動が喫緊の課題
である同諸国に対して、気候変動に強靭なインフラ整備
を支援する枠組み「太平洋気候インフラ資金パートナー
シップ」を設立することなどを発表している。

 参照
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同諸国に対しては、治安維持、自然災害対処及び海上
警備などの分野における支援を主導的に行っている。ま
た、海上警備分野においては、現在も定期的に豪軍ア
セットを南太平洋に派遣して警備活動を支援しているほ

か、2023年までに新型のガーディアン級哨戒艇21隻を
太平洋島嶼国及び東ティモールに提供する予定である。

2項（ニュージーランド）、7節（東南アジア）

	 22	 ニュージーランド
ニュージーランドは、インド太平洋地域に位置し、わ

が国と基本的価値を共有する重要な戦略的協力パート
ナーである。

2018年7月、ニュージーランド政府は、国防政策「戦
略国防政策ステートメント2018」を発表した。

その中で、ニュージーランドの国家安全の目標とし
て、公共の安全、主権と領土一体性の維持、国際秩序の
強化、民主的制度と国家価値の維持、自然環境の保護な
どを掲げた。そして、これらの目標を達成するため、同
国領域内及び南極から赤道に至る近隣地域での部隊運用
能力の確保を最優先とした。また、米国・英国・オース
トラリア・カナダとの効果的作戦の実施能力、域外作戦
に貢献可能な軍の規模及び質の維持も優先事項としてあ
げられた。

このほか、災害に苦しむ太平洋島嶼国への配慮と同地
域への関与を積極化すべく、気候変動が及ぼす影響とそ
れに対する軍の役割が初めて明記された。また、南シナ
海問題に関して、「中国が国益追求に自信を深めたこと
により、近隣諸国や米国との緊張が高まっている」とし、
南シナ海での中国による軍事拠点化の状況について具体
的に言及した。

また、ニュージーランドの戦略環境を分析し、課題な
どを提示する「国防評価書2021」が2021年12月に発

表され、南シナ海でみられるような軍事施設の建設や一
方的資源開発が島嶼国地域でも起こりうると示唆した。

2022年7月、ヘナレ国防相（当時）は、高まる気候変
動の影響、ロシアによるウクライナ侵略を含む戦略地政
学的な競争の激化などを踏まえ、国防政策の見直しを実
施する旨発表した。

対外関係について、ニュージーランドは米豪と緊密な
関係を維持しており、特にオーストラリアを唯一の正式
な同盟国と位置づけ、緊密な連携を行っている。

米国との関係においては、ニュージーランドが非核政
策をとり米艦艇の入港を拒否したことから、1986年、
米国はANZUS条約上のニュージーランドに対する防
衛義務を停止した。一方で、外交・軍事分野における戦
略的関係の強化を主な内容とするウェリントン宣言

（2010年）及び防衛協力の拡大を主な内容とするワシン
トン宣言（2012年）を通じて、外交・軍事分野における
関係を強化しており、米国は「親密な戦略的パートナー」
となっている。

中国とは「一帯一路」構想への協力、空軍の共同演習
などを通じて二国間関係を発展させている一方、「戦略
国防政策ステートメント2018」や「国防評価書2021」
に記載のとおり警戒姿勢も示している。

 参照
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	第7節	 東南アジア
	 11	 全般

1	 米国が、バングラデシュ、ブルネイ、カンボジア、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ及び東ティモールとの間で行っている一連
の二国間海上演習の総称である。

2	 米国が、ブルネイ、インドネシア、マレーシア、フィリピン、シンガポール及びタイとの間で行っている対テロ合同演習である。

東南アジアは、マラッカ海峡や南シナ海など、太平洋
とインド洋を結ぶ交通の要衝を占めており、経済活動や
国民の生活に必要な物資の多くを海上輸送に依存してい
るわが国にとって重要な地域である。

一方、この地域には、南シナ海の領有権などをめぐる
対立や、少数民族問題、分離・独立運動などが依然とし
て不安定要素として存在しているほか、イスラム過激派
の問題や船舶の安全な航行を妨害する海賊行為なども発

生している。こうした問題に対処するため、東南アジア
各国は、国防や国内の治安維持に加え、テロや、海賊対
処などの新たな安全保障上の課題にも対応した軍事力な
どの形成に努めているほか、各国がそれぞれ米国、中国、
ロシア、オーストラリア、インドなど諸外国との協力を
進めている。近年では経済成長などを背景として、海・
空軍力を中心とした軍の近代化や海上法執行能力の強化
が進められている。

	 22	 各国の安全保障・国防政策

1　インドネシア
インドネシアは世界最大のイスラム人口を抱える東南

アジア地域の大国であり、広大な領海及び海上交通の要
衝を擁する世界最大の群島国家である。

インドネシアは国軍改革として、「最小必須戦力
（M

Minimum Essential Force
EF）」と称する最低限の国防要件を達成することを目

標としており、特に海上防衛力が著しく不十分であると
の認識が示され、国防費の増額とともに、南シナ海のナ
ツナ諸島などへの戦力配備を強化する方針を表明してい
る。同諸島には統合部隊や飛行隊などが展開しており、
海上戦闘部隊司令部の移転がおおむね完了していること
が報じられているほか、2018年12月、潜水艦が寄港可
能な桟橋、無人機格納庫などを有する軍事基地の開所式
を実施したことや、2021年4月には、潜水艦の支援施設
の起工式を実施したことが報じられている。

インドネシアは中国の主張するいわゆる「九段線」が
ナツナ諸島周辺の排他的経済水域（EEZ）と重複してい
ることを懸念しており、同諸島周辺海域における哨戒活
動を強化している。2019年12月、ナツナ諸島周辺の
EEZ内で中国海警局所属の船舶が漁船団を護衛する形
で違法操業をしたことを確認したとし、インドネシア外
務省は抗議声明を発表した。

インドネシアは、自由かつ能動的な外交を展開してお
り、また、東南アジア諸国との連携を重視している。

米国との関係においては、軍事教育訓練や装備品調達
の分野で協力関係を強化している。また、陸軍演習「ガ
ルーダ・シールド」や海軍演習「C

Cooperation Afloat Readiness and Training
ARAT」1、対テロ演習

「S
Southeast Asia Cooperation Against Terrorism
EACAT」2 などの二国間演習を行っている。2022年

には豪軍、シンガポール軍、自衛隊を加えた、陸軍種に
限らない多国間演習「スーパー・ガルーダ・シールド」
を実施し、米第7艦隊がナツナ海での演習に参加したこ
とを発表した。

2　マレーシア
マレーシアは、2019年12月に公表した初の国防白書

の中で、国土が半島部とボルネオ島にあるサバ・サラワ
クに二分されており、広大な太平洋とインド洋の間に位
置していることから、両洋の橋渡し役としての可能性を
自国に見出している。また、国防白書の中で、マレーシ
アの戦略的位置及び天然資源は恩恵であると同時に安全
保障上の課題でもあるとの認識を示している。このよう
な特性から、マレーシアは歴史的に大国の政治力学の影
響を受けてきており、今日においても、不透明な米中関
係を最も重要な戦略的課題と位置づけている。
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このような安全保障環境の認識のもと、国防政策にお
いては、領土・領海を含む核心地域、周辺海空域を含む
拡大地域、国益に影響する遠隔地である前方地域の3つ
の同心円地域ごとの国益を防衛するため、①国軍の能力
向上を通じて侵略や紛争の抑止を目指す「同心円抑止」、
②国民を含む社会全体で国家としての坑たん性を高める

「包括的防衛」、③信頼性の高いパートナーとして、他国
との防衛協力を拡大・強化することを通じて地域の安定
を促進する「信頼できるパートナーシップ」の3本柱を
掲げている。

昨今、マレーシアが領有権を主張する南ルコニア礁周
辺において中国の船舶が錨泊（びょうはく）などを続け
ていることに関連して、マレーシア側は、海軍及び海洋
法執行機関により24時間態勢で監視を行い、主権を守
る意思を表明している。2021年10月にはマレーシアの
排他的経済水域内に中国の調査船などが侵入し、これに
対してマレーシア政府が抗議をした。

このような意思の表明や海上防衛力の強化に加えて、
ジェームズ礁や南ルコニア礁に近いビントゥルにおいて
海軍基地を新設するための土地を特定中との報道がある
ほか、2019年7月には、空軍が東マレーシア（ボルネオ
島）のサバ州でミサイル発射を伴う演習を実施するなど、
東マレーシアの防衛態勢の強化にも努めている。

また、2019年12月以降、マレーシアは、自国の採掘
船「ウエスト・カペラ」の周辺で中国船舶の活動を確認
している。2020年4月、米国及びオーストラリアは、こ
の船の周辺で共同演習を実施したほか、同年5月、米国
の沿海域戦闘艦がこの船の付近でプレゼンス・オペレー
ションを実施した。

特に、米国との間では、「CARAT」や「SEACAT」な
どの合同演習を行うとともに、海洋安全保障分野での能
力構築を含めた軍事協力を進めている。

3　ミャンマー
ミ ャ ン マ ー は、中 国 及 び イ ン ド と 国 境 を 接 し、

ASEAN諸国の一部及び中国にとってインド洋への玄関
口ともなることなどから、その戦略的な重要性が指摘さ
れている。1988年の社会主義政権の崩壊以降、国軍が
政権を掌握してきたが、欧米諸国による経済制裁を背景
に、民主化へのロードマップを踏まえた民政移管が行わ
れた。

2020年11月、ミャンマー連邦議会総選挙が実施され、
与党の国民民主連盟（N

National League for Democracy
LD）が上下両院で前回の単独過

半数を大幅に超える議席を獲得した。しかし、2021年2
月、総選挙での不正を主張する国軍が、アウン・サン・
スー・チー国家最高顧問（当時）ら政権幹部を拘束する
とともに、非常事態宣言を発表し、三権を国軍司令官に
移譲させるクーデターを実行した。国軍は「国家行政評
議会（S

State Administration Council
AC）」を設置し、ミン・アウン・フライン国軍司

令官を議長とした。国軍政権に反対する不服従運動及び
抗議デモが発生したが、国軍側が情報統制や実力行使に
よりこれを鎮圧したため、多数の死傷者が発生した。こ
れに対し、国際社会からは強い非難と深い懸念の声があ
がった。

その後、同年4月に、民主推進派が設立した「連邦議
会代表委員会（C

Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw
RPH）」が、国軍に対抗する「国民統一

政府（N
National Unity Government

UG）」の発足を宣言したものの、国軍は、CRPH
やNUGなどをテロ組織に指定した。同月開催された
ASEANリーダーズ・ミーティングには、国軍代表も参
加し、平和的解決を促進するASEANの積極的かつ建設
的な役割を認識し、「5つのコンセンサス」への合意がな
された。同年8月、SACは国軍司令官を「暫定首相」と
する「暫定政府」の発足を発表した。

2022年に入り、国軍は徴兵制を実施する方針を示し、
また、警察を国防に関する問題へ関与させる、新たな警
察法を公布するなど、動員可能な兵力の拡充を図ってい
ることが指摘されている。

同年3月、プラック・ソコン・カンボジア副首相兼外
相は、ASEAN特使として初めてミャンマーを訪問し、6
月から7月にかけて、2度目の訪問を行った。国軍司令
官や軍事政権の閣僚との面会は実施されたものの、民主
派勢力などとの面会は実現しなかった。同年7月には、
国際社会が強く働きかけていたにもかかわらず、民主活
動家を含むミャンマー国民4名の死刑が執行された。

同年11月に行われたASEAN首脳会議では、国軍に
よる「5つのコンセンサス」の実施に進展がないことに
対して深い失望を表明する議長声明が採択された。

中国とは、1950年に国交を樹立して以来良好な関係
を維持しており、ミャンマーにとって、主要な装備品の
調達先とみられるほか、パイプライン建設やチャオ
ピュー港湾開発の援助などを受けていた。2020年1月、
中国の習近平主席が国家主席として19年ぶりにミャン
マーを訪問し、「一帯一路」構想を通じて経済協力を推進
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する方針を確認した。
また、ロシアとは、過去の軍政期を含め軍事分野にお

いて協力関係を維持しており、留学生の派遣や主要な装
備品の調達先となっている。2022年7月、国軍司令官は
ロシアを訪問し、国防次官らとの会談で、防衛協力の推
進などについて協議した。また、同年9月、同司令官は、
ウラジオストクにおいてプーチン大統領と初めて会談
し、あらゆる分野における協力について議論するなど、
良好な関係をアピールした。

インドとは、民政移管以降、経済及び軍事分野におい
て協力関係を進展させており、各種セミナーの実施受入
れやインド海軍艦艇によるミャンマー親善訪問など、防
衛協力・交流が行われていた。

過去のミャンマーの軍事政権下では、武器取引を含む
北朝鮮との協力関係が維持されていた。民政移管後の政
府は、北朝鮮との軍事的なつながりを否定していたもの
の、2018年3月に公表された国連安全保障理事会北朝
鮮制裁委員会専門家パネル最終報告書では、弾道ミサイ
ルシステムなどを北朝鮮から受領したことが指摘されて
いる。

4　フィリピン
フィリピンは、自国の群島としての属性と地理的位置

は強さと脆弱性の両面を併せ持つ要因であり、戦略的位
置と豊富な天然資源が拡張主義勢力に強い誘惑をもたら
しているとの認識を示している。こうした認識のもと、
国内の武力紛争を解決することが依然として安全保障上
の最大の懸案と位置づける一方で、南シナ海における緊
張の高まりに伴い、領土防衛にも同様の注意を向けてい
るとしている。

歴史的に米国との関係が深いフィリピンは、1992年
に駐留米軍が撤退した後も、相互防衛条約及び軍事援助
協定のもと、両国の協力関係を継続してきた。

1998年2月、両国は米軍がフィリピン国内で合同軍
事演習などを行う際の米軍人の法的地位などを規定した

「訪問米軍地位協定」（V
Visiting Forces Agreement

FA）を締結した。
さらに、2014年4月、両国はフィリピン軍の能力向

上、災害救援などにおける協力強化、米軍のローテー
ション展開、米国によるフィリピン国内拠点の整備、装
備品・物資などの事前配置を可能とする「防衛協力強化
に関する協定（E

Enhanced Defense Cooperation Agreement
DCA）」に署名した。2016年3月には、

EDCAに基づき、5か所のフィリピン軍基地を防衛協力
を進める拠点とすることについて合意した。2020年2
月には、ドゥテルテ大統領（当時）がVFAの破棄を米国
に通告したものの、2021年7月、この通告の撤回を決定
した。近年、両国は大規模演習「バリカタン」、水陸両用
訓練「カマンダグ」、海上訓練「サマサマ」などの共同演
習を行っている。

2022年6月に就任したマルコス新大統領は、同年9
月にニューヨークにおいてバイデン米大統領と初の対面
会談を行い、両首脳は、南シナ海問題についての議論を
行ったほか、航行・上空飛行の自由や紛争の平和的解決
への支持を強調した。同年11月には、ハリス米副大統領
がフィリピンにおいてマルコス大統領を表敬した際に、
南シナ海においてフィリピンの軍隊・公船・航空機に対
する武力攻撃が発生した場合には、相互防衛条約が適用
される旨明言している。2023年2月、米比国防相が共同
で、EDCAの拠点を新たに4か所指定したことを発表し、
同年4月にはこの4カ所の所在地を公表した。さらに、
同年5月には、米比間の同盟協力近代化および相互運用
性深化の指針となる「米比二国間防衛ガイドライン」を
初めて策定・公表するなど、新政権発足後、両国の防衛
協力が再び進み始めている。

中国とは、南シナ海の南沙諸島やスカーボロ礁の領有
権などをめぐり主張が対立しており、フィリピンは国際
法による解決を追求するため、2013年1月、中国を相手
に国連海洋法条約に基づく仲裁手続を開始し、仲裁裁判
所は2016年7月にフィリピンの申立て内容をほぼ認め
る最終的な判断を下した。フィリピン政府は比中仲裁判
断を歓迎し、この決定を尊重することを強く確認する旨
の声明を発表した。

施政方針演説を行うマルコス比大統領（2022年7月）	
【フィリピン大統領府】

142日本の防衛

第7節東南アジア

第
3
章

諸
外
国
の
防
衛
政
策
な
ど

第
Ⅰ
部

防衛2023_1-3-07.indd   142防衛2023_1-3-07.indd   142 2023/06/23   9:16:172023/06/23   9:16:17



2022年7月、マルコス大統領は施政方針演説におい
て、フィリピンの領土については外国勢力に一歩も引か
ない姿勢を強調した。また、同月には、フィリピン外務
省が比中仲裁判断6周年を記念する声明を発表した。

南シナ海問題を巡る両国の対立は新型コロナウイルス
感染症が世界的に拡大した2020年以降にもみられてお
り、フィリピンは、同年2月、中国艦艇がフィリピン海
軍艦艇に対し火器管制レーダーを照射したことに抗議し
たほか、同年4月には、中国が南シナ海に行政区を設置
したことに対して抗議を行った。

また、2021年3月、フィリピン国防省は、中国民兵船
220隻がウィットサン礁に集結していることについて、

「軍事拠点化という明確な挑発行為」と非難し、撤退を求
めた。これに対し、中国側は、同礁の中国主権を主張し
たうえで、民兵船の存在を否定し、「一部の漁船が牛軛礁

（中国名）で荒天退避を行った」と説明した。
2023年1月、マルコス大統領は中国を国賓として訪

問し、習近平国家主席と会談を行った。両者は、南シナ
海問題について深く率直な議論を行ったとし、平和的手
段を通じて両国の相違を適切に管理することで合意し
た。また、誤解を避けるため、両国外交当局間のホット
ライン設置の取り決めに合意している。

4章5節1項（「公海自由の原則」などをめぐる動向）

5　シンガポール
国土、人口、資源が限定的なシンガポールは、グロー

バル化した経済の中で、その存続と発展を地域の平和と
安定に依存しており、国家予算のうち国防予算が約1割
を占めるなど、国防に高い優先度を与えている。2022
年10月には、第4の軍種として、既存の指揮・統制・通
信・コンピューター・情報能力及びサイバー能力を統合
した、デジタル・情報軍を発足させた。

シンガポールは、ASEANや五か国防衛取極（F
Five Power Defence Arrangements

PDA）3

の協力関係を重視しているほか、域内外の各国とも防衛
協力協定を締結している。

地域の平和と安定のため、米国のアジア太平洋におけ
るプレゼンスを支持しており、米国がシンガポール国内

3	 1971年発効。マレーシアあるいはシンガポールに対する攻撃や脅威が発生した場合、オーストラリア、ニュージーランド、英国がその対応を協議すると
いう内容。五か国はこの取極に基づいて各種演習を行っている。

の軍事施設を利用することを認めている。2013年以降、
米国の沿海域戦闘艦（L

Littoral Combat Ship
CS）のローテーション展開が開

始されたほか、2015年12月、米軍のP-8哨戒機が初め
て約1週間にわたり同国へ展開され、今後も定期的に同
様の展開が継続されるとしている。このほか、米国と

「CARAT」や「SEACAT」などの合同演習を行っている。
中国とは、経済的に強い結びつきがあるほか、二国間

の海軍演習も実施している。2019年10月、両国は防衛
交流・安全保障協力協定（A

Agreement on Defence Exchanges and Security Cooperation
DESC）の改訂に署名した。

一方、南シナ海問題について比中仲裁判断に基づく解決
を主張していることや、台湾と軍事協力を行っているこ
とでは摩擦が生じている。

インドとは、2017年11月に二国間海軍協力協定を締
結しており、海上演習「S

Singapore India Maritime Bilateral Exercise
IMBEX」、陸上演習「アグニ・

ウォリアー」、航空演習「J
Joint Military Training

MT」などを行っている。
オーストラリアとは、2020年3月、軍事訓練とオース

トラリアにおける訓練エリア開発に関する条約に署名し
た。これにより、シンガポール軍は新しく開発されるオー
ストラリアの訓練エリアへのアクセスが可能となる。

6節1項3（4）（東南アジア及び太平洋島嶼国との関
係）

6　タイ
タイは、国防政策として、ASEAN・国際機関などを

通じた防衛協力の強化、政治・経済など国力を総合的に
活用した防衛、軍の即応性増進や防衛産業の発展などを
目指した実効的な防衛などを掲げている。

タイは、柔軟な全方位外交政策を維持しており、東南
アジア諸国との連携や、主要国との協調を図っている。

特に、米国とは1982年から米タイ合同演習「コブラ・
ゴールド」を実施しており、現在、東南アジア最大級の
多国間共同訓練となっている。また、米タイの海兵隊に
よる「CARAT」や海賊・密売対処を想定した「SEACAT」
などの合同演習も引き続き実施している。

中国とは、両国海兵隊による「藍色突撃」や、両国空軍
による「鷹撃」などの共同訓練を行っている。

 参照
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7　ベトナム
ベトナムは、海洋は国家建設・国防に密接にかかわる

との認識のもと、海洋強国となる目標を掲げ、海上にお
ける軍及び法執行機関の近代化に重点を置くとともに、
海洋状況把握能力を確保し、海上における独立、主権、
管轄権、国益を維持する姿勢を示している。

ベトナムは全方位外交を展開し、全ての国家と友好関
係を築くべく、積極的に国際・地域協力に参加するとし
ている。2016年3月には、戦略的要衝であるカムラン湾
に国際港が開港し、わが国を含む各国の海軍艦艇がカム
ラン国際港に寄港している。

米国とは、近年、米海軍との合同訓練や米海軍艦艇の
ベトナム寄港などを通じ、軍事面における関係を強化し
ている。2017年には、両国首脳が相互訪問を行い、防衛
協力関係の深化について合意したほか、2018年3月に
は、ベトナム戦争後、米空母としては初となるベトナム
寄港が行われた。また、2020年3月にも米空母と巡洋艦
がダナンに寄港した。2022年6月、ファン・バン・ザン
国防大臣は、オースティン米国防長官と会談し、共有さ
れた安全保障上の目的に向けて実践的な協力を進めるた
めの更なる機会を模索していくことで合意した。

ロシアとは、国防分野での協力を引き続き強化してい
るほか、装備品の大半を依存している。2018年4月、ベ
トナムとロシアは軍事・技術協力にかかるロードマップ
に署名しており、2019年7月、ベトナム海軍艦艇が初め
てウラジオストク港へ寄港するとともに、同年12月、ロ

4	 2022年12月の戦略国際問題研究所「Vietnam’s	Major	Spratly	Expansion」による。

シア太平洋艦隊の救難艦がカムラン港へ寄港し、初の二
国間潜水艦救難共同演習を実施した。

5節5項5（1）（アジア諸国との関係）

中国とは、包括的戦略的協力パートナーシップ関係の
もと、政府高官の交流も活発であるが、南シナ海におけ
る領有権問題などをめぐり主張が対立している。

2019年11月に公表した国防白書では、南シナ海の領
有権問題について、ベトナムと中国は、両国の平和、友
好、協力関係の大局に悪影響を及ぼさないよう、極めて
用心深く、慎重に処理する必要があり、両国は国際法に
基づく平和的解決のため継続的に協議すべきとの認識を
示している。一方、中国と領有権を争っている南沙諸島
において、中国による過去の埋め立て規模には及ばない
ものの、ベトナムが事実上支配する地形の埋め立て作業
を加速・拡大させているとの指摘もある4。

インドとは、包括的戦略的パートナーシップ関係のも
と、安全保障や経済など広範な分野において協力関係を
深化させている。防衛協力については、ベトナム海軍潜
水艦要員や空軍パイロットに対する訓練をインド軍が支
援していると指摘されているほか、インド海軍艦艇によ
るベトナムへの親善訪問も行われている。2022年6月、
ファン・バン・ザン国防大臣は、シン・インド国防大臣
と会談し、「2030年に向けたインドとベトナムの防衛
パートナーシップに関する共同ビジョン声明」に署名す
ることで、二国間防衛協力の範囲・規模を大幅に拡大す
る方針を示した。

4章5節1項（「公海自由の原則」などをめぐる動向）

	 33	 各国の軍近代化
東南アジア各国は、近年、経済成長などを背景として

国防費を増額させ、第4世代戦闘機を含む戦闘機や潜水
艦などの装備品の導入を中心とした軍の近代化を進めて
いる。

また、南シナ海における領有権をめぐる係争などを背
景に、各国は、艦艇、無人機などのISR能力強化に努め
ている。

インドネシアは、ラファール戦闘機（仏）42機の調達
を計画しているほか、F-15EX戦闘機（米）36機の調達
に向け米国と交渉している。韓国との間では、韓国製

209級潜水艦3隻を購入する契約を締結し、2隻を韓国
で、3隻目をインドネシア国内で生産した。また、2016
年1月、第4.5世代戦闘機（KF-21）の共同開発の費用分
担や協力内容を定めた合意書を締結している。米国から
は、スキャンイーグル偵察無人機を導入している。中国
との間では、2019年10月、国軍創設記念式典の中で中
国のCH-4無人機を展示したほか、同年12月、この無人
機のデザインを取り入れた国産のブラックイーグル無人
攻撃機の試作機を公開した。

マレーシアは、国産の沿海域戦闘艦（LCS）6隻の建造

 参照
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を推進しており、2017年8月に1番艦が進水した。加え
て、2021年12月までに、中国から沿海域任務艦（L

Littoral Mission Ship
MS）

4隻を導入している。また、米国からスキャンイーグル
無人偵察機を導入している。

ミャンマーは、2019年12月、インドからキロ級潜水
艦を受領し、2021年12月には、中国から受領したミン
級潜水艦を就役させた。同国の潜水艦の調達は近隣諸国
も注目している。また、2022年12月までに、ロシアか
らSu-30戦闘機を導入している。

フィリピンは、南シナ海における領有権をめぐる係争
などを背景に、近年装備の近代化を進めている。

航空戦力については、2015年11月から韓国製FA-
50PH軽戦闘機を順次導入し、2017年5月までに合計
12機を配備した。現在は、マルチロール戦闘機の調達を
計画しており、スウェーデン製JAS-39グリペンと米国
製F-16が候補にあがっている。また、2020年10月、ブ
ラジルからA-29軽攻撃機6機を受領し、同年11月、米
国のスキャンイーグル偵察無人機を受領した。また、
2022年1月、インドから超音速巡航ミサイル「ブラモ
ス」を調達する契約を締結した。

海軍戦力としては、2016年までに、米国からハミル
トン級フリゲートを3隻導入するとともに、2017年ま
でにインドネシア製ドック型輸送揚陸艦を2隻導入し
た。また、2021年3月までに、韓国製フリゲート2隻を
導入した。2019年8月、韓国から供与されたポハン級コ
ルベット1隻が就役したことで、フィリピンは長期にわ
たり欠如していた対潜戦能力を復活させた。さらに、同
年9月、フィリピンは陸海空統合演習「DAGIT-PA」を
実施し、同年6月に就役したAAV水陸両用車4両を運

用した。
シンガポールは、軍の近代化に努めている、世界有数

の武器輸入国である。
航空戦力については、2012年までに米国製F-15戦闘

機を24機導入したほか、F-35統合攻撃戦闘機計画に参
加している。2020年1月、米国政府は、シンガポールへ
のF-35B戦闘機の売却を承認した。

タイは、2014年7月、潜水艦隊司令部を発足させてお
り、2017年4月には、中国からユアン級潜水艦を今後
11年間で合計3隻購入することを海軍が計画し、うち1
隻の購入を閣議決定した。しかし、2020年4月、新型コ
ロナウイルス感染症対策予算を確保するため、中国のユ
アン級潜水艦2隻の調達を延期することを公表した。ま
た、2012年9月にフリゲート2隻を導入する計画が閣
議で了承され、1隻目として2018年12月に韓国製フリ
ゲートを受領した。さらに、2019年9月、タイは、中国
の071ドック型輸送揚陸艦1隻の購入契約を締結した。
加えて、2013年までに、スウェーデン製JAS-39グリペ
ン戦闘機12機を導入しているほか、米国から購入した
ストライカー装甲車60両のうちの35両を受領した。

ベトナムは、2017年1月までにロシア製キロ級潜水
艦6隻を導入したほか、2018年2月までにロシア製ゲ
パルト級フリゲート4隻の運用を開始した。航空戦力に
ついては、ロシア製Su-30戦闘機を2004年から順次導
入しており、これまでに最大36機が導入されたと報じ
られている。さらに、2020年1月、ベトナムはロシアの
Yak-130練習機12機を発注したと報じられた。また、
米国のスキャンイーグル無人偵察機を導入している。

	 44	 地域内外における協力
東南アジア各国は、地域の多国間安全保障の枠組みと

してASEANの活用を図っており、安全保障問題に関す
る対話の場であるASEAN地域フォーラム（ARF）や
ASEAN国防相会議（ADMM）などを開催しているほか、
軍事人道支援・災害救援机上演習（A

ASEAN Militaries’ Humanitarian Assistance and Disaster Relief Table-Top Exercise
HR）を行うなど、

地域の安全保障環境の向上や信頼醸成に努めてきた。一
方、ASEANは域外国との関係も重視し、ADMMにわが

国を含む域外8か国を加えた拡大ASEAN国防相会議
（ADMMプラス）を開催している。米国との間では、
2019年9月、初となる海上共同演習「A

ASEAN-U.S. Maritime Exercise
UMX」を実施

し、中国との間では、2018年8月に海事机上演習、同年
10月に海上演習をそれぞれ初めて実施した。また、ロシ
アとの間では、2021年12月に初のASEAN諸国との海
軍共同演習をインドネシア近海で実施した。
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	第8節	 南アジア
	 11	 インド

1	 IBGsは、攻撃ヘリに支援された歩兵、防空、装甲、兵站部隊などで構成され、脅威・地形・任務に即した特性を持った旅団規模の部隊であり、2022年には、
演習の実施が報じられた。

2	 印海軍の「海洋安全保障戦略」によれば、「海上コントロール」とは、一定の海域（海面、水中及び空中を含む）を特定の目的のために一定期間使用できると
ともに、相手方に対してその使用を拒否することができる状態をいう。

3	 印海軍の「海洋安全保障戦略」によれば、「海上拒否」とは、一定期間、自国の使用には必要ないが、相手側にとって重要な特定の海洋空間の使用を、相手方
に拒否する考え方をいう。

1　全般
世界最大の民主主義国家であり、着実な経済発展を遂

げているインドは、南アジア地域で大きな影響力を有し
ている。インド洋のほぼ中央という、戦略的及び地政学
的に重要な位置に存在し、地政学的プレーヤーとしても
存在感を増しており、国際社会からもインドが果たす役
割への期待は高い。

インドは伝統的に非同盟・全方位外交を志向し、モ
ディ政権は、南アジア諸国との関係を強化する近隣諸国
優先政策を維持しつつ、「アクト・イースト」政策に基づ
き関係強化の焦点をアジア太平洋地域へと拡大させてい
るほか、米国、ロシア、欧州などとの関係も重視し、さら
に中東やアフリカに対しても積極的な対外政策を展開し
ている。

一方、中国及びパキスタンと国境未画定地域を抱えて
いるほか、国内及び国境地域において、極左過激派や分
離独立主義者、イスラム過激派が活動し、インドにとっ
て陸上国境への備えや国内でのテロの脅威への対処は大
きな関心である。また、近年はインド洋を中心に海洋安
全保障への取組も重視している。

2　軍事
インドは、国防省が2017年に公表した統合ドクトリ

ンにおいて、対外的な伝統的脅威は、主に近隣諸国と係
争中の国境からもたらされており、領土一体性の維持と
国家主権の維持は大きな戦略的課題であるとしている。
このため、陸上においては、国境未画定地域を抱える中
国及びパキスタンを脅威と認識し、両国との二正面作戦
に対応できる防衛戦略を形成していると指摘される。

また、インド海軍が2015年に公表した「海洋安全保

障戦略」では、インド洋海域を重視するとともに、ペル
シャ湾や紅海からマラッカ海峡までの海域などを含む自
国を中心とした広い海域を国益が存在する「主要関心地
域」と規定し、近隣海域における安全保障提供者になる
と明記しており、インド洋における中国の活動の活発化
を強く認識している。

このような認識のもと、インドは軍の強化と再編に精
力的に取り組んでおり、2022年6月、平均年齢を下げ、
より科学技術に精通した軍への転換を図るための新しい
採用制度を導入したほか、軍種間の作戦・組織上の協力
体制の強化などを目指し、統合軍創設の検討を進めてい
る。

インド陸軍は、約124万人という世界最大の陸上兵力
を擁し、「陸戦ドクトリン2018」の一部として、戦力の
構造化と最適化を目指し、戦闘部隊から統合戦闘団

（I
Integrated Battle Groups
BGs）1への転換に取り組んでいる。中国との国境付近

では、自走砲や榴弾砲の配備により火力を増強するとと
もに、攻撃・偵察などのための無人機の配備を進めてい
るとされる。

インド海軍は、「海上コントロール」2を運用の中心概
念として位置づけ、空母は海上コントロール概念の中心
であるとして3個空母戦闘群の整備に言及している。
2022年9月にはインドとして2隻目かつ初の国産であ
る通常動力型空母「ヴィクラント」が就役した。また、潜
水艦の運用などによる「海上拒否」3 も重視しており、
2030年までに24隻の攻撃型潜水艦を導入する計画を
有しているが、2022年3月時点において、通常動力型の
スコルペヌ級潜水艦5隻が就役したのみとなっている。
現在は非大気依存推進（A

Air Independent Propulsion
IP）機関搭載の通常動力型潜

水艦6隻の建造計画にも取り組んでおり、今後の進捗が
注目される。また、統合コマンドを設置するアンダマ
ン・ニコバル諸島や、モーリシャスのアガレガ諸島にお
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いて拠点整備を行っているとの指摘があるなど、インド
洋におけるプレゼンスを強化している。

インド空軍は、2022年12月に、フランス製ラファー
ル戦闘機で編成される2個戦闘機飛行隊が完全に運用可
能となった。一方、今後複数の飛行隊の段階的な退役が
見込まれることなどから、二正面作戦に対応可能な数の
飛行隊の整備が急務と指摘されている。防空システムと
してはロシア製地対空ミサイルS-400を導入しており、
パキスタン及び中国との国境近くに2個連隊分が配備さ
れ、2022年11月に3個連隊目分の納入が開始されると
報じられた。

また、インドは、2022年1月時点で160個の核弾頭を
保有する核保有国であり、2003年発表の核ドクトリン4

と、1998年の核実験の直後に表明した核実験の一時休
止（モラトリアム）の継続などを維持している一方、各
種弾道・巡航ミサイルの開発、性能向上、配備を推進し
ている。2022年には、Su-30MKI戦闘機からの射程延
伸版超音速巡航ミサイル「ブラモス」の発射、中距離弾
道ミサイル「アグニ3」、「アグニ4」及び「アグニ5」の発
射、原子力潜水艦アリハントからの弾道ミサイルの発射
などに成功している。

統合ドクトリンにおいては、陸海空戦力に加えて宇
宙、サイバー及び特殊作戦領域の発展にも言及してお
り、統合国防参謀本部のもとにそれぞれの機関を設置し

4	 インドは2003年に核ドクトリンを公表しており、信頼できる最小限の抑止力、先制不使用、核兵器非保有国への不使用などとともに、核兵器のない世界
という目標へのコミットメントを継続することを掲げている。

5	 技術協力を監督し、米印の共同プロジェクトを承認するフォーラム。両国のすべての防衛機関と連携して毎年会合が開かれている。
6	 「マラバール」は米印の二国間海軍共同演習であったが、わが国は2007年から参加しており、2017年から2019年までの「マラバール」は日米印3か国の

共同訓練として実施された。また、2020年以降は、オーストラリアも参加して日米豪印4か国の共同訓練として実施している。
7	 米国で2017年に成立した「敵対者に対する制裁措置法」では、ロシアの国防・情報機関と関係のある組織との重大な取引に関わった個人・団体に制裁を

科すことを規定している。2020年12月、米国はロシアからS-400を購入したことを理由として、本法に基づき、トルコの防衛産業庁とその長官などに対
して制裁を発動した。

たほか、米国など他国との協力を進めている。

3　対外関係
（1）米国との関係

包括的グローバル戦略パートナーシップ関係にあるイ
ンドと米国は、近年、防衛・安全保障協力を着実に深化
させており、外務・防衛「2＋2」閣僚会合を毎年実施す
ることで合意している。2022年に米国で開催された第
4回会合では、米印共同技術グループ5における科学技術
分野での協力の深化及び宇宙、人工知能、サイバーを含
む新たな防衛分野の進展の重要性を認識したとし、協力
領域を拡大させている。

また、両国は、兵站交換合意覚書などの各種協定を締
結しているほか、わが国も交えた「マラバール」6や、陸軍
による「ユド・アビヤス」を含め、共同訓練・演習を定期
的に行っており、軍隊間の相互運用性を強化している。

なお、米国は、インドがロシアからS-400を取得する
ことに対し繰り返し懸念を表明しているが、2022年4
月、ブリンケン国務長官は、「『敵対者に対する制裁措置
法（C

The Countering America's Adversaries Through Sanctions Act
AATSA）』7に基づく制裁または免除の可能性につ

いては、まだ決定していない。」と述べている。

就役したインド初の国産空母「ヴィクラント」
【AFP=時事】

第4回米印「2＋2」閣僚会合
【AFP=時事】

147 令和5年版	防衛白書

第8節 南アジア

第
3
章

諸
外
国
の
防
衛
政
策
な
ど

第
Ⅰ
部

防衛2023_1-3-08.indd   147防衛2023_1-3-08.indd   147 2023/06/23   9:16:582023/06/23   9:16:58



インドは冷戦下、米国・ソ連のどちらの陣営にも属
さず、第三世界のリーダーとしての台頭を目指し、非
同盟、全方位外交を推進してきました。一方、インド
は、パキスタンと中国との間で国境問題を抱え、軍事
衝突も発生していたことから、外交面・軍事面で支援
を得られるパートナーを必要としていました。
そうした状況のもと、インドは、共産主義の拡大防

止の観点からインドとの協力を模索する米国に接近す
ることもありましたが、米国が、パキスタンを軍事的
に支援し、後には対ソけん制の観点から中国へ接近し
たことなどから、米国との協力関係は必ずしも順調に
進展しませんでした。一方、1950年代以降、中国との
対立を深めていくソ連は、対中国けん制の観点などか
らインドに接近し、戦闘機や戦車をはじめとする多種
多様な装備品を提供したことから、軍事装備面を中心
に、インドの対ロシア依存が高まりました。
冷戦終結後も、インドは引き続き軍事装備面でロシ

アに依存する傾向にありましたが、自律性を高める観
点から、軍事装備品の国産化や、ロシアに依存しない
協力関係の多角化を進めています。
フランスは、ロシアに次ぐ第2位の装備品輸入元

（2018-22年、SIPRI）となっています。2022年には
仏製の第4.5世代戦闘機「ラファール」を導入し、フ
ランスの技術協力による国産潜水艦の建造も進めてい
ます。2023年1月に開催された年次戦略対話では、
二国間の防衛・安全保障協力を強化することに合意し

ました。
また、インドはイスラエルから、国境地帯やインド

洋におけるISR活動に使用する無人機やレーダーシス
テム及びミサイルなどを購入してきたほか、地対空ミ
サイルシステム「バラク8」の共同開発に成功してお
り、現在も新型の地対空ミサイルの開発に取り組んで
います。
米国との間では、これまでも軍の相互運用性を高め

る各種協定の締結や共同演習を行ってきましたが、米
国が中国を最も重大な地政学的課題であると位置づけ
る中で、さらに協力関係を深化させており、例えば、
2023年1月末に開催された第1回米印重要新興技術
イニシアチブ会合では、これまで米国企業から輸入し
てきた、国産軽戦闘機向けジェットエンジンについ
て、米国はインドでの共同生産に関する審査の迅速化
を約束しました。さらに、人工知能、量子技術などに
ついての国際協力の拡大や、半導体サプライチェーン
の強靭化にも取り組むとしており、これら先端技術に
おける協力は、インドの軍事技術・防衛産業の発展に
も寄与するものとみられます。
このようなインドの防衛協力の多角化の取組は、協

力の相手となっている国々にとっても、インド太平洋
地域への関与や広大なインド市場へのアクセス確保の
観点から有益なものになっていると考えられ、今後も
継続していくものと考えられます。

その他
7％

その他
7％

イスラエル
8％

イスラエル
8％

米国
11％
米国
11％

フランス
29％

フランス
29％

ロシア
45％
ロシア
45％

G20首脳会合に際して会談したモディ首相とマクロン大統領	
（2022年11月）【EPA=時事】

過去5年間におけるインドの装備品購入元（2018-2022年、SIPRI）

防衛協力から見るインドの安全保障政策解 説解 説
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（2）中国との関係
2節3項4（3）（南アジア諸国との関係）

（3）ロシアとの関係
5節5項5（1）（アジア諸国との関係）、2章3項3（そ
のほかの地域の対応）

（4）南アジア諸国・東南アジアとの関係
インドは、「近隣諸国第一主義政策」のもと、南アジア

諸国と安全保障分野における協力を進めており、装備品
の輸出・供与などを行っている。2022年12月にバング
ラデシュが初めて開催した国際観艦式には、インドが唯
一、複数の艦艇を派遣した。一方、南アジア諸国におけ
る中国の影響力の高まりを警戒しており、2022年7～8

月、中国の調査船「遠望5号」によるスリランカのハン
バントタ港への寄港を巡り、懸念を示した。

東南アジア諸国などのアジア太平洋地域に所在する
国々に対しては、「アクト・イースト」政策に基づき、二
国間・地域的・多国間での関与を継続しており、ロシア
製装備品の運用経験を活用した能力構築支援や、定期的
な共同軍事演習を実施している。2022年6月にはベト
ナムと、既存の防衛協力の範囲と規模を大幅に強化する
ことで合意するとともに、相互後方支援に関する覚書に
調印した。同年11月にはASEANとの間で包括的戦略
的パートナーシップを立ち上げるとともに、初のインド
‐ ASEAN国防相会議を開催するなど、ASEANに対し
て積極的な役割を果たそうとしている。

	 22	 パキスタン

1　全般
パキスタンは、南アジア地域の大国であるインドと、

情勢が不安定なアフガニスタンに挟まれ、中国及びイラ
ンとも国境を接するという地政学的に重要かつ複雑な環
境に位置している。

人口の多くはイスラム教徒であり、他のイスラム諸国
との連携を重視しているほか、西側諸国とは友好関係を
維持している。また、中国とは全天候型戦略的協力パート
ナーシップのもと、あらゆる分野で関係を発展させてい
る。アフガニスタンとの関係に関しては、タリバーン「暫
定政権」との間で国境未画定状態が継続していることに
加え、2022年12月にはタリバーン兵士による越境砲撃
により国民が死傷するなど、両国間の関係性は複雑さを
増している。さらに、同年11月、スンニ派過激組織であ
るパキスタン・タリバーン運動（T

Tehrik-e Taliban Pakistan
TP）が、同年6月にパ

キスタン政府と合意していた停戦協定を破棄するなど、
国内におけるテロ組織の活動の活発化が懸念されている。

2　軍事
パキスタンは、2021年12月に策定した包括的政策文

書「国家安全保障政策2022-2026」において、戦力構造
の近代化と最適化に焦点を当てた、費用対効果が高く適
応力のある軍隊を維持することでいかなる侵略も抑止す

ると述べるとともに、情報・サイバーセキュリティ能力
を強化し、偽情報や影響工作などのハイブリッド戦に対
抗する能力を構築するとしている。近年は装備品の近代
化を進めており、装備品の共同開発や技術移転による国
内生産にも取り組む一方、中国と軍事分野における関係
を発展させており、中国への依存度の高まりがみられる。

パキスタンは国境地域における安全の確保や過激派へ
の対応から、強大な陸軍を保有しているとされ、主力戦
車として中国と共同開発したアルハリッド戦車を運用し
ているほか、2021年10月には、中国のVT-4戦車を導
入した。また、中国からLY-80やHQ-9/Pなどの防空シ
ステムを購入し、包括的階層統合防空（C

Comprehensive Layered Integrated Air Defense
LIAD）システ

ムを強化している。
海軍については、老朽化する艦艇の置き換えと増強や

潜水艦の導入を進めている。ハンゴール級潜水艦8隻を
中国から調達することで合意し、うち4隻は技術移転に
より国内で建造することとなっており、2022年12月に
カラチ造船所で国産潜水艦の建造に着工した。また、ト
ルコとはミルゲム級コルベット4隻を購入する契約を締
結し、うち2隻は技術移転協定の一環として国内で建造
される。2022年11月には、トルコで3隻目の進水式が
行われた。

パキスタン空軍は、中国と共同開発し自国生産した
JF-17戦闘機BlockI/Ⅱを運用するほか、JF-17戦闘機
BlockⅢの製造を開始しており、2022年3月には中国製

 参照

 参照
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J-10C戦闘機の導入を公表した。さらに、同年10月、ト
ルコのバイカル社は、パキスタンに対する無人攻撃機

「バイラクタル・アクンジュ」の操縦訓練が完了したと
しており、将来の導入が目される。

パキスタンは、インドの核及び通常兵器による攻撃に
対抗するために自国が核抑止力を保持することは、安全
保障と自衛の観点から必要不可欠であるとの立場をとっ
ており、2022年1月時点で約165個の核弾頭を保有する
とみられている。核弾頭を搭載可能な弾道ミサイル及び
巡航ミサイルの開発も継続し、既に戦術核ミサイル「ナ
スル」や、中距離弾道ミサイル「シャヒーンⅡ」などを運
用しているほか、2022年4月には、射程2,750㎞の地対
地弾道ミサイル「シャヒーンⅢ」の飛行試験に成功した。

3　対外関係
（1）米国との関係

パキスタンは、2001年の同時多発テロ以降、対テロ
分野で米国と協力しており、米国は2004年にはパキス
タンを「主要な非NATO同盟国」に指定し、関係を強化

8	 カシミールの帰属については、インドが、パキスタン独立時のカシミール藩王のインドへの帰属文書を根拠にインドへの帰属を主張し、1972年のシムラ
協定（インド北部のシムラにおいて実施された首脳会談を経て紛争の平和的解決や軍の撤退について合意されたもの）を根拠に二国間交渉を通じて解決す
べきとしているのに対し、パキスタンは1948年の国連決議を根拠に住民投票の実施により決すべきとし、その解決に対する基本的な立場が大きく異なっ
ている。

してきた。しかし、国内での無人機攻撃の即時停止を求
めるなど、パキスタンは米国の対テロ作戦を巡りたびた
び抗議を行い、これに対し米国は、パキスタンがアフガ
ニスタンで活動するイスラム過激派の安全地帯を容認し
ていることが、米国への脅威となっているとして、パキ
スタンを非難し、安全保障関連の支援を停止するなど、
緊張関係が続いた。

一方、2022年4月に発足したシャリフ政権下では米
国との関係改善がみられる。同年5月、米国務長官の招
待により外相が訪米し、外相会談では、地域の平和、テ
ロ対策、アフガニスタンの安定及びウクライナ支援など
に対する両国の協力の重要性が強調された。同年9月、
米国務省は、対テロ作戦を支援するためとして、パキス
タン政府に対して最大4億5,000万ドルのF-16戦闘機の
維持・サポートに関する契約を承認すると決定したほか、
同年10月には3年ぶりにバジュワ陸軍参謀長（当時）が
訪米し、オースティン国防長官などと会談するなど、今
後の両国のテロ対策を含む防衛協力関係が注目される。

（2）中国との関係
2節3項4（3）（南アジア諸国との関係）

	 33	 カシミール地方の帰属をめぐるインドとパキスタンとの対立
インドとパキスタンは、カシミールの帰属をめぐり主

張が対立しており8、過去に三度の大規模な武力紛争が発
生した。カシミール地方では管理ラインを挟んで衝突が
たびたび発生し、両国は対話の再開と中断を繰り返して
きたが、2021年2月に停戦を遵守することで合意した。
2022年12月の印国防省発表では、両国がこの合意を遵
守しているため、状況は比較的平穏であるとされている。

図表Ⅰ-3-8-1（インド・パキスタンの兵力状況（概
数））

 参照

 参照

図表Ⅰ-3-8-1 インド・パキスタンの兵力状況
（概数）

500km

パキスタン

インド

約56万人
約90隻　約10万t
約460機

約124万人
約330隻　約46万t
約910機

【凡例】

陸上兵力（20万人）
艦　　艇（10万t）
作 戦 機（200機）

（注）　1　資料は、「ミリタリー・バランス（2023）」などによる。
　　　2　作戦機には、海軍機を含む。
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	第9節	 欧州・カナダ
	 11	 全般

冷戦終結以降、欧州の多くの国では、欧州域内やその
周辺における地域紛争の発生、国際テロリズムの台頭、
大量破壊兵器の拡散、サイバー空間における脅威の増大
といった多様な安全保障課題に対処する必要性が認識さ
れてきた一方で、国家による大規模な侵攻の脅威は消滅
したと認識されてきた。しかし、2014年2月以降のウク
ライナ情勢の緊迫化、特に2022年2月に始まったウク
ライナ侵略を受け、ロシアの力による一方的な現状変更
や、ハイブリッド戦に対応すべく、既存の戦略の再検討
や新たなコンセプト立案の必要に迫られている。また、
国際テロリズムに関しても、その脅威の継続が認識され
ており、その対応が求められ続けている。さらに、長期

化するシリア内戦など、混迷する中東情勢を背景として
急増した難民・移民をめぐる問題をはじめ、依然として
国境の安全確保が課題となっている。

こうした課題・状況に対処するため、欧州では、北大
西洋条約機構（N

North Atlantic Treaty Organization
ATO）や欧州連合（E

European Union
U）といった多国

間の枠組みをさらに強化・拡大しつつ、欧州域外の活動
にも積極的に取り組むなど、国際社会の安全・安定のた
めに貢献している。また、各国レベルでも、安全保障・
防衛戦略の見直しや国防改革、二国間・多国間での防
衛・安全保障協力強化を進めている。

図表Ⅰ-3-9-1（NATO・EU加盟国の拡大状況）、2
章3項（ウクライナ侵略が国際情勢に与える影響と
各国の対応）

 参照

図表Ⅰ-3-9-1 NATO・EU加盟国の拡大状況

オーストリア
スウェーデン
アイルランド

マルタ
キプロス

フランス　ドイツ
イタリア　ベルギー

オランダ　ルクセンブルク
スペイン　ポルトガル
ギリシア　チェコ

ハンガリー　ポーランド
デンマーク　スロバキア
リトアニア　エストニア
ラトビア　ルーマニア
ブルガリア　スロベニア
クロアチア　フィンランド

米国
英国（注）

カナダ
ノルウェー
アイスランド

トルコ
アルバニア
モンテネグロ
北マケドニア

NATO（31か国）

EU(27か国）
（※2023年4月現在）

現在の加盟国 加盟国の拡大状況

EU原加盟国 95年までにEU加盟 04年5月、EU加盟
07年1月、EU加盟 13年7月、EU加盟
NATO原加盟国 82年までにNATO加盟 99年にNATO加盟
04年3月、NATO加盟 09年4月、NATO加盟

20年3月、NATO加盟17年6月、NATO加盟
23年4月、NATO加盟（注）英国は、2020年1月31日、EUを離脱。
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	 22	 多国間の安全保障の枠組みの強化

1 RAPは、兵力連結構想（C
Connected Forces Initiative

FI）の具体的な取組として承認されたものである。CFIとは、加盟国が共同で演習・訓練を実施できる枠組みを提供することや、

加盟国間やパートナー国との共同訓練の強化、相互運用能力の向上、先進技術の利用などを図るものである。

1　NATO
加盟国間の集団防衛を中核的任務として創設された

NATOは、冷戦終結以降、活動範囲を紛争予防や危機管
理にも拡大させ、抑止・防衛、危機の防止・管理、協調
的安全保障の3つを中核的任務としている。

ロシアによるウクライナ侵略を受けて加盟国の危機感
が高まる中、2022年6月に開催されたNATO首脳会合
において、2010年以来12年ぶりとなる新たな戦略概念
が採択された。前回の戦略概念においては、欧州・大西
洋地域を平和であり、NATO領に対する攻撃の可能性
は小さいとしていたが、今般の戦略概念では、欧州・大
西洋地域は平和ではなく、加盟国の主権・領土に対する
攻撃が行われる可能性を見過ごすことはできないとして
いる。

そして、前回の戦略概念において、ロシアとは「真の
戦略的パートナーシップ」を目指すとしていたが、今回
の戦略概念においては、加盟国の安全保障及び欧州大西
洋地域の平和と安定に対する最も重大かつ直接的な脅威
と位置づけた。

また、今回の戦略概念において初めて中国に言及し、
中国が表明している野心と威圧的な政策は、NATOの
利益・安全保障・価値観に対する挑戦であるとした。ま
た、中露の関係の深化やルールに基づく国際秩序を損な
う両国の試みは、NATOの価値観及び利益に背くもの
と指摘している。

これに加え、北朝鮮の核・ミサイル開発についても初
めて言及したほか、インド太平洋地域における情勢は欧
州・大西洋地域の安全保障に直接的な影響を及ぼし得る
ことから、NATOにとって重要な地域であると位置づ
け、インド太平洋地域のパートナーと対話及び協力を強
化するとしている。2022年6月に開催されたNATO首
脳会合には、NATOのアジア太平洋パートナー（A

four Asia-Pacific partners
P4）

である日本、オーストラリア、ニュージーランド及び韓
国の首脳を初招待し、海洋安全保障や偽情報対策などに
おける協力を強化することを決定した。

このように、NATOは大きく変化した情勢認識のも

と、中核的任務の1つである加盟国の防衛を改めて強調
しつつ、抑止力・防衛能力の強化に取り組んでいる。

2022年2月のウクライナ侵略以前から、NATO及び
加盟国は、ロシアによるハイブリッド戦の展開や、ロシ
ア軍機によるバルト諸国を含む北欧・東欧地域での活発
な「特異飛行」などを受け、ロシアの脅威を再認識し、抑
止力の強化を図ってきていた。

2014年9月のNATO首脳会合では、ロシアに対しク
リミア「併合」を撤回するよう要求する共同宣言や、既
存の即応部隊の強化を行う即応性行動計画（R

Readiness Action Plan
AP）を採

択した1。本計画に基づき、東部の同盟国におけるプレゼ
ンスを継続するとともに、既存の多国籍部隊である
NATO即応部隊（N

NATO Response Force
RF）の即応力を著しく強化し、2～

3日以内に出動が可能な高度即応統合任務部隊（V
Very High Readiness Joint Task Force

JTF）
が創設された。また、2016年7月のNATO首脳会合で
は、バルト三国及びポーランドに大隊規模の4個多国籍
戦闘群をローテーション展開することが決定され、
2017年には完全運用体制に入った。

こうした中、ロシアによるウクライナ侵略が発生し、
NATOはさらにロシアを念頭に置いた東部防衛に比重
を置くようになってきている。

侵略を受け開催された2022年2月の緊急首脳会議で
は、東欧諸国の安心供与のためにNRFの東欧への派遣
を表明したほか、同年3月の首脳会議では4つの戦闘群
を新設し、それぞれブルガリア、ルーマニア、ハンガ
リー、スロバキアに設置することが決定された。

また、同年6月のNATO首脳会合では、新たな安全保
障環境への対応として、東部に展開する戦闘群の一部を
大隊から旅団規模へ強化することや、NRFの規模を4万
人から30万人規模へ拡大すること、地域担任制の導入
を含む柔軟性や即応性の高い新モデルの設立などが表明
された。

加えて、NATOは、集団防衛と並ぶ中核的な任務とし
て、域内外における危機の防止・管理のための作戦や任
務を実施している。

地中海においては、地中海経由の不法移民の増加など
を背景として、常設艦隊の展開による不法移民の流入動
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向について監視や情報共有を行っているほか、テロ対策
や能力構築支援といった広範な任務も実施している。中
東においては、ISILへの対応として、早期警戒管制機部
隊を派遣し、2016年10月から監視・偵察任務を遂行し
ている。また、イラクにおいては、国防・治安部門に対
する助言や能力構築などの支援を実施しており、2021
年2月のNATO国防相会合では、約500名から約4,000
名への人員増及び任務実施場所の拡大が合意された。
NATOはこのほか、コソボなどで任務を実施している。

2022年6月のNATO首脳会合にて採択されたマド
リード首脳宣言においては、2024年以降の防衛支出に
関する取り決めについては2023年以降決定することと
した。また、同年11月、ストルテンベルク事務総長は、
NATO加盟国における防衛支出の目標について、対
GDP比2%は上限ではなく下限と考えるべきであると
表明し、今後の目標の引き上げを示唆した。

フィンランドはロシアのウクライナ侵略を受け、長年
の軍事的非同盟政策を転換させ、2022年5月にNATO
加盟を申請し、2023年4月4日、正式にNATOへ加盟
した。これにより、NATO加盟国は31か国に拡大した。

2　EU
EUは、共通外交・安全保障政策（C

Common Foreign and Security Policy
FSP）及び共通安

全保障・防衛政策（C
Common Security and Defence Policy

SDP）2のもと、安全保障分野にお
ける取組を強化している。

2017年12月には、加盟国のうち25か国が参加する防
衛協力枠組みである「常設軍事協力枠組み」（P

Permanent Structured Cooperation
ESCO）が

発足した。本枠組みにより、航空・海洋領域などにおける
新たな能力の開発や、軍への訓練・支援、サイバー領域
など特定分野における専門知識の共有などを推進してい
る旨を表明しており、欧州の防衛力強化が期待されてい
る。3このように、EUは、欧州の現在及び将来の安全保障
上の要求に応えることで、安全保障を担う存在として行
動する能力と自身の戦略的自律を高めようとしている。

加えて、近年はインド太平洋地域への関与も強めてお
り、2021年4月にはEUとしては初のインド太平洋戦略

2 EUは、1993年に発効したマーストリヒト条約において、強制力を持たない政府間協力という性質を有しながらも、外交・安全保障にかかわるすべての領
域を対象とした共通外交・安全保障政策（CFSP）を導入した。また、1999年6月の欧州理事会において、紛争地域などに対する平和維持、人道支援活動を
実施する「欧州安全保障・防衛政策」（E

European Security and Defence Policy
SDP）をCFSPの枠組みの一部として進めることを決定した。2009年に発効したリスボン条約は、ESDPを共通安

全保障防衛政策（CSDP）と改称したうえで、CFSPの不可分の一部として明確に位置づけた。
3 EUは2022年12月時点で、60の共同プロジェクトが進行中と公表している。

を発表し、同年9月にはその詳細となる共同コミュニ
ケーションを発表した。共同コミュニケーションでは、
同地域において中国などによる著しい軍備増強がみら
れ、東シナ海、南シナ海及び台湾海峡における力の誇示
と緊張の高まりは、欧州の安全保障と繁栄に直接的な影
響を及ぼすとし、ルールに基づく国際秩序を目指し、わ
が国を含む価値観を同じくするパートナー国と連携する
とともに、台湾との貿易や投資などの分野における関係
を強化するとしている。

2022年3月の欧州理事会では、今後5～10年間の安
全保障・防衛政策に向けた共通の戦略ビジョンを示す

「戦略的コンパス」を採択した。この文書では、救難・退
避作戦などでの運用を想定した、最大5,000人規模の

「EU即応展開能力」の完全運用能力を2025年までに獲
得するとした。

3　NATO・EU間の協力
前例のない課題への効率的な対処を目指し、NATO・

EU間の協力に関しても進展がみられる。2016年及び
2018年には共同宣言が発表され、ハイブリッド脅威へ
の対処やサイバー防衛、テロ対策などの分野において協
力を強化するとするなど、相互に補完し合う形で協力を
進展させている。

2023年1月には、4年ぶりとなるNATOとEUの協
力に関する第3回共同宣言が署名された。同宣言におい
ては、欧州・大西洋の安全保障及び安定にとって重要な
岐路にあるとし、中国が繰り広げている主張と政策は、
対処しなければならない課題を提示しているとした。ま
た、安全保障上の脅威や挑戦の範囲及び規模の変化への
対応として、既存の分野における協力の一層の強化のほ
か、特に、増長する戦略地政学上の競争、抗たん性の問
題、重要インフラの防護、新興技術及び破壊的技術、宇
宙、気候変動が安全保障に及ぼす影響、外国の情報操作
及び干渉に対処するための協力を拡大・深化するものと
した。
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	 33	 欧州各国などの安全保障・防衛政策

4 一方、2021年9月のAUKUS発足に伴うオーストラリアのフランス製潜水艦購入契約破棄を受け、フランス政府は米国及びオーストラリアを強く非難し、
一時駐米及び駐豪大使を本国に召還した。

1　英国
英国は、冷戦終結以降、自国に対する直接の軍事的脅

威は存在しないとの認識のもと、国際テロや大量破壊兵
器の拡散などの新たな脅威に対処するため、特に海外展
開能力の強化や即応性の向上を主眼とした国防改革を進
めてきた。

2021年3月、ジョンソン政権（当時）は「安全保障、
防 衛、開 発、外 交 政 策 の 統 合 的 見 直 し（Integrated 
Review）」を発表し、米国・欧州諸国・NATOなどとの
関係を維持・強化しつつ、インド太平洋へ「傾斜」して
いく方針を表明した。

さらに、2023年3月、スナク首相は、「統合的見直し」
の刷新を発表し、欧州・大西洋地域を最も重要な優先地
域とし、ロシアを「最も差し迫った脅威」と位置づけた。
対露戦略として、NATOのさらなる強化や、偽情報の公
表によるロシアの悪意ある影響力への対抗などを示し
た。また、インド太平洋地域を「英国の国際政策の永続
的な柱」と位置づけ、自由で開かれたインド太平洋ビ
ジョンを支持し、わが国を含むパートナーなどと、数十
年にわたる経済的、技術的及び安全保障上の密接な関係
を構築することなどにより、インド太平洋地域における
関与を強化する方針を表明した。中国については「時代
を画する体制上の挑戦」と評価した。

英国のインド太平洋地域への関与については、2021
年に空母「クイーン・エリザベス」を旗艦とする空母打
撃群をインド太平洋地域へ展開し、海上自衛隊と共同訓
練を実施したほか、ASEAN諸国などとの能力構築・訓
練強化を行うなど、航行の自由、国際法を守り、同地域
のパートナーと協働する姿勢を示した。

また、英国は、2018年度以降、北朝鮮籍船舶との「瀬
取り」を含む違法な海上活動に対して、東シナ海を含む
わが国周辺海域において警戒監視活動を実施している。
2022年は、1月中旬、2月上旬、同月下旬及び9月下旬
に哨戒艦「テイマー」が、警戒監視活動を実施した。

また、2023年3月には、英仏首脳会談において、利益
を共有する地域において空母の展開を調整することに合

意し、インド太平洋地域において、より持続的な欧州の
空母打撃群のプレゼンスを示していく旨発表した。

2　フランス
フランスは、冷戦終結以降、防衛政策における自律性

の維持を重視しつつ、欧州の防衛体制及び能力の強化を
主導してきた。軍事力の整備については、基地の整理統
合を進めながら、防護能力の強化などの運用所要に応え
るとともに、情報機能の強化と将来に備えた装備の近代
化を進めている。

2022年11月、マクロン政権は、国内外の安全保障環
境の分析並びに2030年に向けた戦略的目標及び優先度
を示す「国家戦略見直し2022」を発表した。ロシアとの
関係については、潜在的な競争からオープンな対立に移
行したと位置づけたほか、中国との関係については、よ
り激しい競争へと移行しているとした。その上で、同年
までの戦略的目標として、戦略的自律の強化や核抑止力
の確保などが示された。

フランスは、インド太平洋地域に海外領土を持つ関係
上、同地域に常続的な軍事プレゼンスを有する唯一の
EU加盟国であり、艦艇などを含め約7,150人が常駐し
ている。同地域へのコミットメントを重視しており、
2019年6月に公表された仏軍事省のインド太平洋国防
戦略は、中国が、拡大する影響力を背景にインド太平洋
地域のパワーバランスを変更しようとしているとし、米
国、オーストラリア、インド及び日本との連携強化の重
要性を示した4。また、前述の「国家戦略見直し2022」に
おいては、インド太平洋地域の戦略的安定の維持を目的
として、わが国を含む地域諸国とのパートナー関係の構
築に尽力し、バランシング・パワーとしての役割の遂行
することが戦略目標として示された。

こうしたインド太平洋地域への積極的な関与の方針の
もと、フランスは、2019年3月に空母「シャルル・ド・
ゴール」を中心とする空母機動群をインド洋に展開、
2021年5月には、練習艦隊「ジャンヌ・ダルク」をイン
ド太平洋地域に派遣し、フリゲート「シュルクーフ」、強
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襲揚陸艦「トネール」をわが国にも寄港させて日仏米豪
共同訓練「ARC（アーク）21」を実施した。また、フラン
スは、2019年以降、北朝鮮船舶の「瀬取り」を含む違法
な海上活動に対する警戒活動を実施している。2022年
は、3月中旬にフリゲート「ヴァンデミエール」がフラン
ス海軍艦艇として4度目の警戒監視活動を、同年10月
中旬から11月上旬までFalcon 200哨戒機が航空機と
して3度目の警戒監視活動を実施した。

また、フランスは、対ISIL作戦を国防上の最優先課題
の一つとして位置づけ、2014年9月以降はイラクにお
いて、2015年9月以降はシリアにおいてもISILに対す
る空爆を行っている。このほか、イラク治安部隊やペ
シュメルガなどに対する教育・訓練や、難民に対する人
道支援なども引き続き行っている。

さらに、サヘル地域においては、2014年以降「バルカ
ンヌ作戦」としてサヘル地域5か国において対テロ作戦
を展開し、2019年7月にはフランス主導の欧州特殊部
隊「タクバ」の運用を開始していたが、2021年6月、政
治的混乱が継続することからマリに派遣する部隊の削減
を発表した。ロシアとの関係を強化したマリとフランス
の関係は悪化し、2022年2月、フランスはマリからの部
隊の撤退及びニジェールへの移転を発表した。フランス
は、同年6月に「タクバ」のマリにおける活動終了、同年
8月にマリからの撤収完了し、同年11月にバルカンヌ作
戦の終了を発表した。

また、フランスは、2019年5月以降にオマーン湾にお
いて民間船舶の航行の安全に影響を及ぼす事案が発生し
たことなどを受け、2020年1月、オランダやデンマーク
を含む欧州7か国とともに、ホルムズ海峡における欧州
による海洋監視ミッション（E

European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz
MASOH）の創設を政治

的に支持する旨の声明を発表した。

3　ドイツ
ドイツは、冷戦終結以降、兵力の大幅な削減を進める

一方で、国外への連邦軍派遣を徐々に拡大するととも
に、NATOやEU、国連などの多国間機構の枠組みにお
いて紛争予防や危機管理を含む多様な任務を遂行する能
力の向上を主眼とした国防改革を進めてきた。しかし、
安全保障環境の悪化を受け、2016年5月には方針を転
換し、兵力を2023年までに約7,000人増員することを
発表した。

2016年7月に、約10年ぶりに発表された国防白書で
は、ドイツの置かれている安全保障環境は一層複雑化、
不安定化し、徐々に不確実性が高まっているとし、国際
テロリズム、サイバー攻撃、国家間紛争、移民・難民の
流入などを具体的脅威としてあげている。そして、多国
間協調及び政府横断的なアプローチを引き続き重視する
とともに、ルールに基づく国際秩序の実現に努めるとし
た。

2022年2月以降のロシアのウクライナ侵略を受けて
以降は大きく国防方針を転換し、ウクライナへの兵器の
供与を実施しているほか、自国の防衛力整備に注力する
とし、国防費をGDP比で現在の1.5％程度から2％を毎
年達成するよう引き上げる旨表明した。これを受け、同
年6月、ドイツ議会は、借入による1,000億ユーロの連
邦軍特別基金の設立及びこれを実現するためのドイツ基
本法改正に関する法案を可決した。

また、インド太平洋地域に関しては、2020年9月、イ
ンド太平洋にかかる外交指針を規定した「インド太平洋
ガイドライン」を閣議決定した。その中で、同地域にお
ける安全保障政策面での関与を強化すると表明し、わが
国などの共通の価値観を持つパートナー国との連携を重
視する姿勢を明示した。具体的な取組として、対北朝鮮
制裁の監視、演習への参加、海上でのプレゼンス、サイ
バー安全保障協力などを掲げている。2021年8月には
フリゲート「バイエルン」をインド太平洋地域に派遣し
た。同艦は海自艦と共同訓練を行い、同年11月に約20
年ぶりにわが国に寄港したのち、東シナ海を含むわが国
周辺海域において、ドイツの艦艇としては初となる、北
朝鮮籍船舶の「瀬取り」を含む違法な海上活動に対する
警戒監視活動を実施している。

2022年8月には展開訓練「ラピッドパシフィック
2022」を開始し、「ユーロファイター2000」戦闘機など
計13機がドイツを出発してから24時間以内にシンガ
ポールまで展開した。その後、ドイツは豪州主催の多国
間空軍演習「ピッチ・ブラック」及び多国間海上演習「カ
カドゥ」に参加したほか、わが国において日独による戦
闘機共同訓練を初めて実施し、ドイツのインド太平洋地
域におけるプレゼンスの強化を図った。同国は今後も継
続的にアセットをインド太平洋地域に派遣するとみら
れ、今後の同地域への関与の動向が注目される。
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4　カナダ
カナダ国防省は2017年6月、国防政策文書を発表し、

米国は今も唯一の超大国である一方、中国やロシアなど
との間で大国間競争が復活し、再び抑止力の重要性が高
まっているとの認識を示した。こうした安全保障環境の
認識のもと、国土と北米地域の安全を国防政策の基本に
据えるとともに、世界の安定が自国の国防に直結してい
るとの考えから、積極的な国際貢献も国防政策の基本と
して位置づけている。また、防衛力整備にあたっては、
宇宙やサイバー、インテリジェンスといった分野を重視
する方針を示し、2010年代に一旦減少に転じた国防予
算を10年間で70パーセント以上増額するとともに、現
役兵力数を3,500人増員し7万1,500人とする計画を掲
げた。このほか、カナダは2019年9月、北極地域に関す
る政策枠組みを発表し、同地域の戦略的、軍事的、経済
的な重要性が高まっているとの認識を示したうえで、同
地域での軍事プレゼンスを強化する方針を示している。

カナダは、米国を最も重要な同盟国とみなし、北米航
空宇宙防衛司令部（N

North American Aerospace Defense Command
ORAD）を通じて北米地域の防

空・宇宙防衛・海洋警戒監視を米国と共同で実施してい
る。創設国の一員として、NATOとの関係も重視してお
り、NATO主導の作戦に積極的に参加してきている。ま
た、情報共有の枠組みであるファイブ・アイズの一員と

5 2019年6月から対北朝鮮制裁履行活動に従事する「ネオン作戦」の枠組みのもとで同活動に従事している。
6 カナダの世界平和へのコミットメントを示すことを目的とした世界の安全のための海上作戦である「プロジェクション作戦」の一環として、同活動に従事

している。

して、カナダは大いに利益を享受しており、引き続き関
係を深化するとしている。国連の活動も伝統的に支持し
ており、トルドー政権は国連平和維持活動（PKO）への
貢献を最重視する姿勢を示している。

インド太平洋地域への関わりについて、2022年11月、
カナダは今後10年の包括的指針として初めてとなるイ
ンド太平洋戦略を発表した。同戦略において、中国を「ま
すます問題を引き起こすグローバルパワー（increasingly 
disruptive global power）」と言及し、国際秩序を自国
の価値観・利益により寛容な環境へ作り替えようと試み
ているとして、中国がカナダの国益や地域パートナーの
利益を損なう行動に出る場合挑戦するとした。一方、気
候変動などの世界的な問題の解決では中国と協力する考
えを示している。

また、戦略目標の一つとして、地域の平和・抗たん
性・安全の推進を掲げ、同盟国や日本を含めたパート
ナー国との安全保障関係を強化するとし、2018年4月
から実施している北朝鮮籍船舶の「瀬取り」を含む違法
な海上活動に対する警戒監視活動5を継続する考えを示
している。一方、2018年以降、カナダ海軍の艦艇が国際
法に従って、台湾海峡を通過6しているが、派遣するフリ
ゲートの増加などによるインド太平洋地域への海軍のプ
レゼンスを強化するとしており、今後のカナダによる同
地域への関与の動向が注目される。
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	第10節	 その他の地域など（中東・アフリカを中心に）
	 11	 中東

1	 JCPOAは、イラン側が濃縮ウランの貯蔵量及び遠心分離機の数の削減や、兵器級プルトニウム製造の禁止、IAEAによる査察などを受け入れる代わりに、
過去の国連安保理決議の規定が終了し、また、米国・EUによる核関連の独自制裁の適用の停止又は解除すると規定している。2018年5月、トランプ米大
統領（当時）はJCPOAの離脱を表明し、同年11月、米国はすべての制裁を再開した上に、その後も累次にわたり経済制裁を科した。これに対してイランは、
2019年5月以降、JCPOAから離脱するつもりはないとしつつ、JCPOAの義務履行措置の停止を段階的に発表した。2021年1月に新たに就任したバイ
デン米大統領のもとで、同年4月、米国・イラン間で核合意に関する間接協議が開始されたが、2022年8月以降、協議は中断している。

1　全般
中東地域は、アジアと欧州をつなぐ地政学上の要衝で

ある。さらに、世界における主要なエネルギーの供給源
で、国際通商上の主要な航路があり、また、わが国に
とっても原油輸入量の約9割をその地域に依存している
など、中東地域の平和と安定は、わが国を含む国際社会
の平和と繁栄にとって極めて重要である。

一方、この地域においては、近年も湾岸地域や中東和
平をめぐる情勢などで高い緊張状態が継続している。さ
らに、2011年初頭に起こったいわゆる「アラブの春」後
の混乱により、一部の国では、内戦が続いている。他方
で、2023年3月には約7年間外交関係を断絶していた
イランとサウジアラビアが外交関係再開に向けて合意す
るなど、緊張緩和の動きもみられる。

2　湾岸地域情勢
（1）湾岸地域における軍事動向

イランの核問題に関する最終合意「包括的共同作業計
画」（J

Joint Comprehensive Plan of Action
CPOA）をめぐる状況が変化する中1、湾岸地域で

は、軍事的な動きを含め様々な事象が生起している。
2019年5月以降、米国は、自国の部隊や利益などに対す
るイランの脅威に対応するためなどとして、空母打撃群
や爆撃機部隊などの派遣について発表した。同年7月に
は、2003年以来およそ16年ぶりにサウジアラビアに部
隊を駐留させた。

こうした中、2019年6月、イランは、ホルムズ海峡上
空における米国の無人偵察機の撃墜を発表し、同年9月
には、サウジアラビア東部の石油施設に対する攻撃への
関与も指摘された。その一方で、米国は、同年7月、ホル
ムズ海峡上空で米強襲揚陸艦がイラン無人機を撃墜した
ことを発表するなどした。

同年10月以降は、イラクにおいて米軍駐留基地など
に対する攻撃が多発した。米国は、イランの関与を指摘
し、イランが支援しているとされる武装組織の拠点を空
爆した。さらに、2020年1月、米国は、さらなる攻撃計
画を抑止するためとして、その組織の指導者とともにイ
ラク国内で活動していたイラン革命ガード・コッヅ部隊
のソレイマニ司令官を殺害した。イランは報復としてイ
ラクの米軍駐留基地に弾道ミサイル攻撃を行ったが、そ
の後、米国・イラン双方ともに、エスカレーションを回
避したい意向を明確に示した。

2021年には、武装組織による無人機を使用したとさ
れる米軍駐留基地などに対する攻撃も発生した。こうし
た状況の中、駐留米軍は、同年1月までに2,500人に縮
小され、同年12月末に戦闘任務を終了し、助言・訓練・
情報収集の任務へ移行した。

湾岸地域においては、米軍のプレゼンスは縮小しつつ
ある。2021年4月以降、トランプ米政権下で湾岸地域に
派遣された戦闘機や防空アセットの一部の撤収が報じら
れた。さらに、中東海域においては、同年9月に米空母

「ロナルド・レーガン」が離脱して以降、米空母が不在の
状況が継続している。バイデン米政権は、2022年10月
に発表した国家安全保障戦略において、従来、中東にお
ける危機対応の中心は軍事力であったが、今後は外交を
通じて地域の緊張緩和や紛争終結などに取り組むと表明
している。

（2）湾岸地域の海洋安全保障
2019年5月以降、中東の海域では、民間船舶の航行の

安全に影響を及ぼす事象が散発的に発生している。わが
国に関係する船舶に対する事案としては、同年6月、オ
マーン湾でわが国の海運会社が運航するケミカルタン
カー「コクカ・カレイジャス」を含む2隻の船舶が攻撃
を受けた。この船への攻撃については、米国などはイラ
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ンによる犯行であると指摘する一方、イランは関与を否
定している。さらに、関係国などから入手した情報、船
舶の被害状況についての技術的な分析、関係者の証言な
どを総合的に検討した結果、わが国としては、本事案に
おける船舶への被害は、吸着式機雷2により生じた可能
性が高いとしている。

そのほかの民間船舶に対する主な攻撃事案として、
2021年7月、オマーン沖において、わが国の企業が所有
し、イスラエル人が経営する英国企業が運航・管理する
船舶が、2022年11月には、イスラエル人が保有するシ
ンガポール企業が運航する船舶が攻撃された。米中央軍
は、いずれの攻撃についても、イラン製無人機が使用さ
れたと発表した。

米中央海軍が公表した、シンガポール企業が運航する船舶に対する攻撃で	
使われたとされるイラン製無人機の破片（2022年11月）

【DVIDS】

このように、中東地域において緊張が続く中、各国は
地域における海洋の安全を守るための取組を継続してい
る。米国は2019年7月、海洋安全保障イニシアティブ
を提唱した後、国際海洋安全保障構成体（I

International Maritime Security Construct
MSC）を設立

して、同年11月にその司令部がバーレーンに開設され
た。IMSCには、米国に加え、英国、サウジアラビア、ア
ラブ首長国連邦（UAE）、バーレーン、アルバニア、リト
アニア、エストニア、ルーマニア、セーシェル及びラト
ビアの計11か国が参加している（2023年3月現在）。

また、欧州においては、2020年1月、フランス、オラ
ンダ、デンマーク、ギリシャ、ベルギー、ドイツ、イタリ
ア及びポルトガルの欧州8か国がホルムズ海峡における
欧州による海洋監視ミッション（E

European Maritime Awareness in the Strait of Hormuz
MASOH）の創設を

政治的に支持する声明を発表した。2021年11月にはノ

2	 水中武器の一種。一般的に、船舶の航行を不能にすることなどを目的として、船体などに設置して起爆させる。

ルウェーもこれに加わり、これまで、フランス、オラン
ダ、デンマーク、ベルギー、ギリシャ及びイタリアがア
セットを派遣している。

わが国としては、引き続き、湾岸地域情勢をめぐる今
後の動向を注視していく必要がある。

3　中東和平をめぐる情勢
中東和平プロセスが停滞する中、パレスチナにおいて

は、ヨルダン川西岸地区を統治する穏健派のファタハ
と、ガザ地区を実効支配するイスラム原理主義組織ハマ
スが対立し、分裂状態となっている。

こうした中で、2017年、トランプ米政権（当時）が、
米国はエルサレムをイスラエルの首都と認めると発表
し、2018年には駐イスラエル大使館をテルアビブから
エルサレムに移転したことを受けて、ガザ地区を中心に
緊張が高まった。2020年には、同政権が新たな中東和
平案を発表したものの、パレスチナ側はその案に示され
たエルサレムの帰属やイスラエルとパレスチナの境界線
などに反対し、交渉を拒否した。

一方で、同政権は、イスラエルとアラブ諸国間の和平
合意の実現に向けて積極的な働きかけを行い、同年8月
以降、UAE、バーレーン、スーダン及びモロッコがイス
ラエルと相次いで国交正常化に合意するに至った。アラ
ブ諸国とイスラエルの国交樹立は、エジプト（1979年）
及びヨルダン（1994年）以来であった。

2022年3月、イスラエル、バーレーン、エジプト、モ
ロッコ、UAE及び米国の各国外相がイスラエルに集まっ
て会談した。同年11月には、これらの国々の間で毎年外
相会合を開催することや、地域安全保障を含む各種作業
部会を設置することを含む文書が採択された。このよう
に、イスラエルと国交正常化したアラブ諸国との間で
は、安全保障面での協力が拡大しつつある。

イスラエルとパレスチナ武装勢力の間では、2021年
5月にガザ地区からイスラエルに向けロケット弾などが
断続的に発射され、これに反撃するイスラエル国防軍と
の間で攻撃の応酬に発展した。同月内に停戦が実現した
ものの、両者の緊張状態は継続している。

このように中東和平をめぐる情勢が変化する中、米国
の関与のあり方も含めた中東和平プロセスの今後の動向
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が注目される。

4　シリア情勢
シリアにおいては、2011年3月以降、シリア政府軍と

反体制派などの暴力的衝突が継続してきた。現在も、ロ
シアやイランが支援する政府軍と、トルコなどが支援す
る反体制派の衝突などが断続的に発生している。ロシア
によるウクライナ侵略開始以降、ロシアが、シリアに駐
留する部隊の一部をウクライナに再配置しているとの指
摘もあるが、政府軍が国土の多くを支配しているとみら
れ、全体的にはアサド政権が優位な状況となっている。
こうした状況を背景に、シリア政府と、反体制派を支援
してきたアラブ諸国やトルコが外交関係を改善しようと
する動きもみられる。

2014年以降、イラク及びシリアで勢力を拡大した「イ
ラクとレバントのイスラム国」（I

Islamic State of Iraq and the Levant
SIL）は、米国主導の有

志連合軍による2015年以降の対ISIL軍事作戦の進展に
より、2019年、シリア国内の拠点を失った。その後も、
米軍は、北東部への部隊駐留を継続し、引き続きISILの
再興防止に努めている。

シリア情勢をめぐっては、2022年6月の国連人権高
等弁務官事務所の推定によると、2011年3月から2021
年3月までの間に、一連の衝突により、市民30万人以上
が死亡した。なお、2023年2月にトルコ南東部において
発生した地震により、シリアにおいても大きな被害が生
じたが、反体制派の拠点となっている地域については、
たとえば北西部のイドリブには地震の3日後に初めて国
連の支援が到達するなど、支援の遅れがみられた。

衝突が継続するなか、これまで和平協議や政治プロセ
スは実質的な進展をみせておらず、シリアの安定に向け
て国際社会によるさらなる取組が求められる。

5　イエメン情勢
イエメンでは、2011年2月以降に発生した反政府デ

モとその後の国際的な圧力により、サーレハ大統領（当
時）が退陣に同意し、2012年2月の大統領選挙を経て
ハーディ副大統領（当時）が新大統領に選出された。

一方、同国北部を拠点とする反政府武装勢力ホーシー
派と政府との対立は激化し、ホーシー派が首都サヌアな
どに侵攻したことを受け、ハーディ大統領はアラブ諸国

に支援を求めた。これを受けて、2015年3月、サウジア
ラビアが主導する有志連合軍がホーシー派への空爆を開
始した。これに対し、ホーシー派もサウジアラビア本土
に弾道ミサイルなどによる攻撃を開始し、無人機や巡航
ミサイルも使用するようになった。

2018年12月、ホーシー派とイエメン政府の間で国内
最大の港を擁するホデイダ市における停戦などが合意さ
れたが、履行は進まなかった。一方で、2019年11月、
サウジアラビアの首都リヤドにおいて、イエメン政府と
イエメン南部の独立勢力「南部移行評議会」（S

Southern Transitional Council
TC）がリ

ヤド合意に署名し、2020年12月、その合意に基づき新
内閣が発足した。2022年4月、ハーディ大統領は、「大
統領指導評議会」を新設し、すべての権限を委譲するこ
とを発表した。この評議会は、ホーシー派を除くイエメ
ン国内の政治勢力の代表者によって構成され、イエメン
政府の統治強化及びホーシー派との交渉の妥結を目指し
ている。

同月、国連イエメン特使は、紛争当事者が2か月間の
イエメン全土における停戦に合意したことを発表した。
停戦合意は、同年6月及び8月に更新された後、10月に
は更新されなかったことが発表されたが、停戦が発効し
て以降、イエメン国内における大規模な衝突、連合軍に
よる空爆やホーシー派による越境攻撃は、ほとんど生起
していない。こうした中、停戦の更新に向けた紛争当事
者間の交渉は継続中であるが、最終的な和平合意の締結
の目途は立っていない。

6　アフガニスタン情勢
アフガニスタンでは、2014年12月にI

International Security Assistance Force
SAFが撤収し、

アフガニスタン治安部隊（A
Afghan National Defense and Security Forces

NDSF）への教育訓練や助
言などを主任務とするNATO主導の「確固たる支援任
務（R

Resolute Support Mission
SM）」が開始された頃から、タリバーンが攻勢を激

化させた。一方、ANDSFは兵站、士気、航空能力、部隊
指揮官の能力などの面で課題を抱えており、こうした中
でタリバーンは国内における支配地域を拡大させた。

2020年2月、米国とタリバーンとの間で、駐アフガニ
スタン米軍の条件付き段階的撤収などを含む合意が署名
され、同年3月、米国は、米軍の撤収を開始したと発表
した。また、同年9月、アフガニスタン政府とタリバー
ンによる和平交渉がカタールで開始された。米国は、
2021年8月末までに撤収を完了した。
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こうした状況の中、タリバーンは、アフガニスタン国
内での支配領域をさらに急速に拡大し、同年8月、首都
カブールを制圧し、同年9月、暫定内閣の設立を発表し
た。2023年3月現在、タリバーンの内閣は、いずれの国

3	 リビアにおいては、2011年にカダフィ政権（当時）が崩壊し、2014年に代表議会選挙を実施した後、西部にある首都トリポリを拠点とする制憲議会と、
東部トブルクを拠点とする代表議会が並立する状態に陥った。国連が仲介した2015年の合意に基づき、トリポリに「国民統一政府」（GNA）が発足したも
のの、対立は継続した。

4	 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2022年）による。
5	 米国政府「対サブサハラ・アフリカ戦略」（2022年）による。

にも政府として承認されていない。
タリバーンによる国内の統治やタリバーンと各国の交

渉が注目される。

	 22	 アフリカ

1　アフリカ諸国が抱える課題
アフリカ諸国は14億人を超える人口を擁し、高い潜

在性と豊富な天然資源により国際社会の関心を集めてい
る。一方で、紛争、テロや海賊などの安全保障上の課題
を抱えている地域でもある。

スーダンでは、2023年4月、国軍と準軍事組織である
「即応支援部隊（R

Rapid Support Forces
SF）」とが、RSFの国軍への統合など

をめぐって対立し、武力衝突に至った。これまで双方は
数度にわたり一時的な停戦を表明し、5月には米国とサ
ウジアラビアの仲介により一時的な停戦に合意したもの
の、情勢は流動的である。

南スーダンでは、2011年の独立以降、2020年の現暫
定政府設立に至るまでに、キール大統領と、マシャール
前副大統領（当時）との政治的対立に起因する大規模な
武力衝突が2度発生した。また、2021年8月から2022
年1月にかけ、マシャール第一副大統領の派閥が分裂し
て衝突が発生した。このような衝突を背景に、2020年に
発足した暫定政府の統治期間が2025年2月まで延長さ
れるなど、総選挙による正式政府発足に向けたタイムラ
インが後ろ倒しになっており、今後の動向が注目される。

エチオピアでは、2020年11月に連邦政府とティグラ
イ人民解放戦線（T

Tigray People’s Liberation Front
PLF）との間で武力衝突が発生した。

対立は激化し、2021年11月には全土に非常事態宣言が
発令されたが、2022年2月に解除され、同年11月には
和平合意が成立した。治安の安定に向けた和平合意の履
行状況が注目される。

リビアにおいては、2019年4月、東部にある代表議会
側の「リビア国軍」（L

Libya National Army
NA）が西部にある首都トリポリ郊

外に進軍して「国民統一政府」（G
Government of National Accord

NA）3側と衝突したが、

2020年10月、GNA側とLNA側が停戦合意に署名し
た。2021年3月にトリポリに「暫定国民統一政府」

（G
Government of National Unity

NU）が成立したが、同年12月に予定されていた大統
領及び議会選挙は時期未定で延期され、正式政府発足に
向けた見通しは不透明となっている。

図表Ⅰ-3-10-1（現在展開中の国連平和維持活動）、3
項2（アフリカにおける動向）、4章5節2項（2）（海
賊）、Ⅲ部3章3節2項2（国連南スーダン共和国ミッ
ション）

2　アフリカ諸国とその他の国との関
係

アフリカは安全保障面ではかねてより米国、欧州及び
ロシアとの関係が深い。そのうえで、近年はロシアとの
関係のさらなる深化に加え、中国によるアフリカへの関
与が目立っている。

（1）中国・ロシア
中国はアフリカにおいて2000年代から経済的利益を

享受してきたが、近年は軍事的関与も強めている。2017
年8月には、ジブチにおいて、中国軍の活動の後方支援
を目的とするとされる「保障基地」の運用が開始され、
2022年3月及び8月には大型揚陸艦の「保障基地」への
入港が指摘されている。さらに、ケニアや赤道ギニアな
どに軍事兵站施設の設立を検討している可能性が指摘さ
れている4。こうした中国の動向について米国は、「中国
はアフリカを、ルールに基づく国際秩序に挑戦し、自ら
の商業的・地政学的利益を増進するために重要な場と考
えている」旨を指摘している5。

 参照
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図表Ⅰ-3-10-1 現在展開中の国連平和維持活動

①

⑤

②
④

⑫

⑩⑧
⑦

⑪
⑨

③⑥

（注）　国連による（2023年3月末現在）

ミッション名

① 国連西サハラ住民投票監視団
（MINURSO） 1991.4

② 国連コンゴ民主共和国安定化ミッション
（MONUSCO） 2010.7

③ 国連アビエ暫定治安部隊
（UNISFA） 2011.6

④ 国連南スーダン共和国ミッション
（UNMISS） 2011.7

⑤ 国連マリ多面的統合安定化ミッション
（MINUSMA） 2013.4

⑥ 国連中央アフリカ多面的統合安定化
ミッション（MINUSCA） 2014.4

ミッション名

⑦ 国連休戦監視機構
（UNTSO） 1948.5

⑧ 国連兵力引き離し監視隊
（UNDOF） 1974.5

⑨ 国連レバノン暫定隊
（UNIFIL） 1978.3

ミッション名

⑩ 国連インド・パキスタン軍事監視団
（UNMOGIP） 1949.1

ミッション名

⑪ 国連キプロス平和維持隊
（UNFICYP） 1964.3

⑫ 国連コソボ暫定行政ミッション
（UNMIK） 1999.6

アジア

アフリカ

欧州

中東
設立 設立

設立

設立
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ロシアはアフリカ諸国に対し武器輸出を積極的に行っ
てきた6。近年はこれに加えて民間軍事会社（PMC）の活
動が目立っている。特に「ワグナー」は、リビア、中央ア
フリカ、マリなどに傭兵を派遣しているとされる7。

また、中露は2019年11月及び2023年2月に南アフ
リカと合同軍事演習を実施するなど、連携を強めている。

（2）米国・欧州
米国はかねてより、米アフリカ軍（AFRICOM）など

との共同演習8などを通じて、アフリカと軍事的に連携
してきた。米アフリカ軍司令官は、中国について「中国
の経済的・軍事的影響力は、アフリカ諸国と米国双方の
利益に対する挑戦となっている」、ロシアについて「ロシ

6	 たとえばSIPRIによれば、2016年から2020年までのロシアからアフリカへの武器輸出は、2011年から2015年までから、23％増加している。
7	 米アフリカ軍司令官の議会証言（2023年3月）による。
8	 米軍は過激派組織への対抗や海上法執行能力向上を目的とした演習を開催している。たとえば、過激派組織への対抗を目的とした演習「Flintlock」をサヘ

ル地域で2005年から毎年開催しており、2023年3月にはガーナとコートジボワールで開催され、29か国から1,300人以上の兵士が参加した。
9	 米アフリカ軍司令官が米上院軍事委員会に提出した文書（2023年3月）による。

アはアフリカでの活動を拡大している。その活動の中に
は、民間軍事会社のワグナーを通じた活動も含まれる。
ロシアの活動はアフリカに、不安定化、民主化の退行、
人権侵害をもたらす」と警鐘を鳴らし9、2022年10月に
発表された「国家安全保障戦略」において、米国はアフ
リカの平和と安全の強化に取り組むなどアフリカとの
パートナーシップを構築する考えを示しており、米国は
引き続きアフリカに関与していくとみられる。

また、欧州も従前から、駐留や訓練ミッション、対テ
ロ作戦への人員派遣という形でアフリカにおいてプレゼ
ンスを発揮してきたとされる。しかし2021年6月以降、
マリにおいて、マリ政府の内部反乱や「ワグナー」との
接近を背景に、欧州諸国の部隊が撤退する流れがある。

	 33	 国際テロリズムの動向

1　全般
中東やアフリカなどの統治能力がぜい弱な国におい

て、国家統治の空白地域がアル・カーイダやISILなどの
国際テロ組織の活動の温床となる例が顕著にみられる。
こうしたテロ組織は、国内外で戦闘員などにテロを実行
させてきたほか、インターネットなどを通じて暴力的過
激思想を普及させている。その結果、欧米などにおいて、
国際テロ組織との正式な関係はないものの、何らかの形
で影響を受けた個人や団体が、少人数でテロを計画及び
実行するテロが発生している。さらに、極右思想を背景
とした特定の宗教や人種を標的とするテロも欧米諸国で
発生している。

国際テロ組織のうち、ISILは、元々の拠点であるイラ
ク及びシリアのほか、両国外に「イスラム国」の領土と
して複数の「州」を設立し、こうした「州」が各地でテロ
を実施している。

アフガニスタンなどを拠点とするアル・カーイダは、
多くの幹部が米国の作戦により殺害されるなど弱体化し
ているとみられる。しかしながら、声明を発出するなど
の活動は継続している。

国際テロ対策に関しては、テロの形態の多様化やテロ

組織のテロ実行能力の向上などにより、テロの脅威が拡
散、深化している中で、テロ対策における国際的な協力
の重要性がさらに高まっている。

2　アフリカにおける動向
アフリカは、ISILやアル・カーイダ関連組織が活発に

活動している。その一部を例としてあげると、アフリカ
西部においては、たとえばマリをはじめとするサヘル地
域で、テロ組織の活発な活動のみならず、組織間の衝突
がみられる。アフリカ南部においては、モザンビークを
中心に活動する、後にISIL中央アフリカ州と称するよう
になる武装集団などの襲撃により2021年3月にはフラ
ンス企業が主導する天然ガス田の開発中断に至った。ア
フリカ東部においては、ソマリアにおいてアル・シャ
バーブが、政治プロセスを妨害し続けている。

このようなテロ組織の活動に対し、欧州諸国などによ
り、対テロ作戦や訓練支援が行われてきた。たとえば、
サヘル地域においては、2013年以降、派兵を継続して
きたフランスは、2022年6月、2020年から実施してき
たフランス主導の多国籍特殊部隊のマリにおける活動を
終了し、同年8月、フランス軍がマリから撤収完了し、
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同年11月、サヘル地域における軍事作戦の終了を発表
した。モザンビークにおいては、周辺国の部隊派遣によ
り、武装集団に占拠されていた地域を2021年8月に奪
還したほか、同年11月、EUの訓練ミッションの活動が
開始された。

3　中東における動向
ISILは、2013年以降、情勢が不安定であったイラク

及びシリアにおいて勢力を拡大し、2014年に「イスラ
ム国」の樹立を一方的に宣言した。同年以降、米国が主
導する有志連合軍は、両国において、空爆や現地勢力に
対する教育・訓練などに従事し、2019年、米国は、有志
連合とともに両国におけるISILの支配地域を100％解
放したと宣言するに至った。2022年には、2月及び11
月に米国がISIL指導者の死亡を発表したが、ISILはそれ

ぞれ同年3月及び11月に新指導者の就任を発表してお
り、ISILは、イラク及びシリアにおいて、依然活動を継
続しているとみられる。

アフガニスタンにおいては、タリバーンが支配地域を
拡大する中、2015年以降、ISIL「ホラサン州」が、首都
カブールや東部を中心にテロ活動を継続してきた。ア
ル・カーイダと協力関係にあるタリバーンがカブールを
制圧した2021年8月、米国は、米軍の撤収を完了した
が、遠隔からの対テロ作戦の継続を表明した。

米軍撤収後も、ISIL「ホラサン州」は、カブールなど
で、テロ攻撃を継続しているが、件数は減少傾向にある。
アル・カーイダについては、2022年8月、米国は、アフ
ガニスタンの首都カブールにおいて、ドローン攻撃によ
りその指導者を殺害したと発表した。2023年3月現在、
後任の指導者就任は発表されていない。
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サイバー空間、海洋、宇宙空間、電磁波領域等におい
て、自由なアクセスやその活用を妨げるリスクが深刻化
している。特に、サイバー攻撃の脅威は急速に高まって
おり、機微情報の窃取などは、国家を背景とした形でも
平素から行われている。そして、武力攻撃の前から偽情

報の拡散などを通じた情報戦が展開されるといった、軍
事目的遂行のために軍事的な手段と非軍事的な手段を組
み合わせるハイブリッド戦が、今後更に洗練された形で
実施される可能性が高い。こうした動向は、わが国を含
む国際社会が直面している重大な課題である。

	第1節	 情報戦などにも広がりをみせる科学技術をめぐる動向
	 11	 科学技術と安全保障

科学技術とイノベーションの創出は、わが国の経済
的・社会的発展をもたらす源泉であり、技術力の適切な
活用は、安全保障だけでなく、気候変動などの地球規模
課題への対応にも不可欠である。各国は、例えば人工知
能（AI）、量子技術、次世代情報通信技術など、将来の戦
闘様相を一変させる、いわゆるゲーム・チェンジャーと
なり得る先端技術の研究開発や、軍事分野での活用に力
を入れている。

このような技術の活用は、これまで人間や従来のコン
ピュータなどにより行われてきた情報処理を、高速かつ
自動で行うことを可能とするものであり、意思決定の精
度やスピードにも大きな影響を及ぼすものとして注視し
ていく必要がある。また、こうした技術に基づく高速大
容量かつ安全な通信は、今後の防衛における大きなニー
ズでもある無人化や省人化にも大きく寄与するため、こ
の観点からも注視が必要である。

さらに、サイバー領域などにおけるリスクも深刻化し
ている。なかでも、サイバー攻撃による通信・重要イン
フラの妨害やドローンの活用など、純粋な軍事力に限ら
れない多様な手段により他国を混乱させる手法はすでに
いくつもの実例があり、こうした技術は、軍事と非軍事
の境界を曖昧にし、いわゆるグレーゾーン事態を増加・

拡大させる要因ともなっている。AI技術を応用して偽
の動画を作るディープフェイクと呼ばれる技術も広がり
を見せており、偽情報の拡散などを通じた情報戦などが
恒常的に生起するなど、安全保障面での技術の影響力が
高まり続けている。

加えて、国の経済や安全保障にとって重要となる新興
技術の分野で優位を獲得し、国際的な基準をリードする
ことが有利であるといった認識から、次世代情報通信シ
ステム（Beyond 5G）や半導体などの分野において、技
術をめぐる国家間の争いが顕在化している。また、半導
体やレアメタルをはじめとした重要物資について、安全
保障の観点からサプライチェーンを確保することの重要
性について共通の理解が進んでいる。

このような状況において、一部の国家が、サイバー空
間、企業買収、投資を含む企業活動、学術交流、工作員な
どを利用し、他国の民間企業や大学などが開発した先端
技術に関する情報を窃取した上で、自国の軍事目的に活
用していることが懸念となっており、各国は、輸出管理
や外国からの投資にかかる審査を強化するとともに、技
術開発や生産の独立性を高めるなど、いわゆる「経済安
全保障」の観点からの施策を講じている。

	 22	 軍事分野における先端技術動向
（1）極超音速兵器

米国、中国及びロシアなどは、弾道ミサイルから発射
され、大気圏内を極超音速（マッハ5以上）で滑空飛翔・
機動し、目標へ到達するとされる極超音速滑空兵器

宇宙・サイバー・電磁波の領域や情報戦
などをめぐる動向・国際社会の課題など第4章
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（H
Hypersonic Glide Vehicle

GV）や、極超音速飛翔を可能とするスクラムジェッ
トエンジンなどの技術を使用した極超音速巡航ミサイル

（H
Hypersonic Cruise Missile

CM）といった極超音速兵器の開発を行っている。極
超音速兵器については、通常の弾道ミサイルとは異なる
低い軌道を、マッハ5を超える極超音速で長時間飛翔す
ること、高い機動性を有することなどから、探知や迎撃
がより困難になると指摘されている。

米国は、2021年2月、米国防省高官が、極超音速兵器
の開発構想に言及しており、2020年代初頭から半ばに
かけて極超音速兵器を配備し、同年代半ばから後半にか
けて防衛能力を構築すると公表した1。同年10月には、
米陸軍に長距離極超音速兵器（L

Long Range Hypersonic Weapon
RHW）のプロトタイプ

が納入され、2023年度の配備完了に向け訓練を実施し
ているほか、2022年12月には、米空軍が空中発射型即
応兵器（A
Air-Launched Rapid Response Weapon

RRW）の発射試験の成功を発表している。
中国は、2019年10月、中国建国70周年閲兵式におい

てHGVを搭載可能な弾道ミサイルとされる「DF-17」
を初めて登場させており、米国防省は中国が「DF-17」
の運用を2020年には開始したと指摘している。また、
2021年7月、ICBMを発射し、搭載していたHGVが距
離4万km弱を100分超飛行し、標的に命中しなかった
が近接していたと指摘している2。

ロシアは、2019年にHGV「アヴァンガルド」を配備
している。2022年12月、国防省幹部会議拡大会合にお
いて、ショイグ国防相は、「アヴァンガルド」を搭載可能
とされる新型ICBM「サルマト」を2023年に配備する
予定であると発言している。また、2021年10月、ロシ
ア国防省はHCM「ツィルコン」の潜水艦発射試験に成
功しており、2023年1月、「ツィルコン」を搭載したフ
リゲートが戦闘哨戒任務を開始した旨を明らかにした。

また、北朝鮮も「極超音速滑空飛行弾頭」の実現を優
先課題の一つに掲げ、研究開発を進めているとみられ、
2021年9月以降、「極超音速ミサイル」と称するミサイ
ルを発射している。

なお、米国は極超音速ミサイルの迎撃ミサイルの開発
などに取り組んでおり、2021年11月、滑空段階で極超
音速ミサイルを迎撃するミサイルの開発に関する契約を
締結している。

1	 2021年2月27日付の米国防省HPによる。
2	 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2022年）による。

（2）高出力エネルギー技術
レールガンや高出力レーザー兵器、高出力マイクロ波

兵器などの高出力エネルギー兵器は、多様な経空脅威に
対処するための手段として開発が進められている。

レールガンは、電気エネルギーから発生する磁場を利
用して弾丸を打ち出す兵器であり、使用する弾丸はミサ
イルとは異なり推進装置を有していない。このため、小
型・低コストかつ省スペースで備蓄でき、多数のミサイ
ルによる攻撃にも効率的に対処可能とされている。

また、米国、中国及びロシアなどは、レーザーのエネ
ルギーにより対象を破壊する高出力レーザー兵器を開発
している。レーザー兵器は、多数の小型無人機や小型船
舶などに対する低コストで有効な迎撃手段であり、ミサ
イル迎撃が可能な程度まで高出力化できれば、新たなミ
サイル防衛システムとなり得ると期待されている。

米国は複数のレーザー兵器の開発を進めており、
2022年8月には、既存艦艇に初めて搭載される戦術レー
ザー兵器システム「HELIOS」が米海軍に納入された。

中国は、小型無人機に対処可能な出力数30-100kW
級のレーザー兵器「Silent Hunter」を国際防衛装備展示
会（IDEX2017）で公開した。また、低軌道周回衛星の
光学センサーを妨害または損傷させることを企図してい
ると思われる対衛星レーザー兵器を配備しているとの指
摘があるほか、さらに高出力のレーザー兵器も開発中と
の指摘がある。

ロシアは、出力数10kW級のレーザー兵器「ペレス
ヴェト」を既に配備しており、対衛星兵器として出力数
MW級の化学レーザー兵器も開発中との指摘がある。

高出力マイクロ波兵器「THOR」【米空軍】
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イスラエルは、2021年6月、航空機搭載型レーザー兵
器により複数の無人機を空中で迎撃する一連の試験に成
功している。また、2022年4月、車載型防空用レーザー
兵器による無人機や迫撃砲などの迎撃試験に成功してい
る。

高出力マイクロ波兵器は、無人機、ミサイルなどに搭
載された電子機器を破損や誤作動させる兵器である。米
空軍は、高出力マイクロ波兵器「Phaser」のプロトタイ

3	 高度な処理能力を有するとともに、低コストで運用可能であり、有人機との協調飛行が可能な無人航空プラットフォーム開発プログラム。

プを2019年に試作しており、米陸軍の演習において一
度に2～3機、合計33機の小型無人航空機に対処した実
績があるとされる。また、2021年7月には、米空軍研究
所が、マイクロ波による敵小型無人機のスウォーム攻撃
などへの対処を実証した技術実証システム「THOR」の
成果に基づき、新たな高出力マイクロ波兵器「Mjolnir」
の開発契約締結を発表している。

	 33	 民生分野における先端技術動向
（1）人工知能（AI）技術

人工知能（AI）技術は、近年、急速な進展がみられる
技術分野の一つであり、軍事分野においては、指揮・意
思決定の補助、情報処理能力の向上に加え、無人機への
搭載やサイバー領域での活用など、影響の大きさが指摘
されている。

AIの活用として、米国は、2019年12月、収集した情
報をAIが分析し、戦闘部隊などにネットワーク経由で
迅速に共有する先進戦闘管理システム（A

Advanced Battle Management System
BMS）の実証

実験を実施している。また、中国は、2020年7月、次世
代指揮情報システムの研究・開発を目的に、中央軍事委
員会がAI軍事シミュレーション競技会の開催を発表し
ている。

また、各国は、AIを搭載した無人機の開発を進めてい
る。米国は、米国防省高等研究計画局（D

Defense Advanced Research Projects Agency
ARPA）が空中

射出・回収・再利用が可能な情報収集・警戒監視・偵察
（ISR）用の小型無人機のスウォーム飛行、潜水艦発見用
の無人艦など、多様な無人機の開発を公表している。こ
のほか、空対空戦闘の自動化に関する研究開発や、2021
年6月には、スカイボーグシステム3の2回目の飛行試験
に成功するなど有人機と高度な無人機が連携する構想の
研究を推進している。

中国は、2018年5月、中国電子科技集団公司がAIを
搭載した200機からなるスウォーム飛行を成功させて
おり、2020年9月には中国国有軍需企業が無人航空機
のスウォーム試験状況を公開している。このような、ス
ウォーム飛行を伴う軍事行動が実現すれば、従来の防空
システムでは対処が困難になることが想定される。また、
2022年11月の中国国際航空宇宙博覧会では、AIによ

る識別機能を搭載したとみられる無人機「CH-4」が初
公開された。

ロシアは、2019年9月、大型無人機S-70「オホートニ
ク」と第5世代戦闘機Su-57との協調飛行試験を実施し
ており、飛行試験の状況を動画で公開している。複座型
のSu-57戦闘機に約4機のオホートニクが随伴し、航空・
地上標的への攻撃を担当する可能性も報じられている。

また、こうした無人機は、自律型致死兵器システム
（L

Lethal Autonomous Weapons Systems
AWS）に発展していく可能性も指摘されており、特

定通常兵器使用禁止・制限条約（C
Convention on Certain Conventional Weapons

CW）の枠組みにお
いて議論されている。

さらに、2023年2月、「軍事領域における責任あるAI
利用（R

Responsible Artificial Intelligence in the Military Domain
EAIM）」サミットが開催され、AIの軍事利用に

あたり、国際法上の義務に従い、国際的な安全保障、安
定、説明責任を損なわない方法での責任ある利用を確認
するREAIM宣言が、わが国を含む60か国の賛同を得て
発表された。

（2）量子技術
量子技術は、日常的に感じる身の回りの物理法則とは

異なる量子力学を応用することにより、社会に変革をも
たらす重要な技術と位置づけられている。2019年12月
には、米国防省の諮問機関である米国防科学技術委員会
が軍事への応用が期待される量子技術として量子暗号通
信、量子センサー、量子コンピュータをあげている。

量子暗号通信は、第三者が解読できない暗号通信とさ
れ、各国で研究されている。中国は、北京・上海間に約
3,000kmにわたる世界最大規模の量子通信ネットワー
クインフラを構築したほか、2016年8月、世界初となる
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量子暗号通信を実験する衛星「墨
ぼく

子
し

」を打ち上げ、2018
年1月には、「墨子」を使った量子暗号通信により、中国
とオーストリア間の長距離通信に成功したとしている。

量子センサーは、将来的に、ミサイルや航空機の追跡
用途のほか、より進化したジャイロや加速度計として使
用できる可能性4が指摘されている。

量子コンピュータは、現在のスーパーコンピュータでは
膨大な時間がかかる問題を、短時間かつ超低消費電力で
計算できるとされ、暗号解読などの分野への応用が期待
されている。中国は、2021年に発表した第14次五カ年計
画において、量子コンピュータなど先端技術の開発を加
速し、量子技術分野における軍民の協調開発を強化する
としている。一方、量子コンピュータでは解読できない耐
量子計算機暗号の研究も各国で進められている。

（3）最新の情報通信技術
移動通信インフラとして、2019年4月以降各国で相

次いで商用サービスが開始されている第5世代移動通信
システム（5G）が注目を集めている。

米国は、2020年3月に「5Gの安全を確保するための

4	 2021年2月23日付の米国防省HPによる。
5	 特定の主義、思想の宣伝。

米国家戦略」を公表し、同年5月にはその戦略の国防政
策上のアプローチを示した「米国防省5G戦略」を公表
した。国防省の戦略では、5Gは極めて重要な戦略的技
術であり、これによってもたらされる先端技術に習熟し
た国家は長期にわたり経済的及び軍事的な優位を獲得す
るとの認識を示している。さらに、米国防省は、2021年
12月、ユタ州のヒル空軍基地で5Gネットワーク実験設
備が完成し、実験を開始している。

また、2022年2月、米国防省は「競争時代の技術ビ
ジョン」を公表し、国家安全保障を維持するために不可
欠な重要技術分野の1つとして5Gの後継である次世代
ワイヤレス通信技術「Future G」をあげている。

（4）積層製造技術
3Dプリンターに代表される積層製造技術は、低コス

トで通常では作成できないような複雑な形状でも製造が
可能なことや、在庫に頼らない部品調達など、各国で軍
事技術への応用が期待されている。例えば、米海軍は、
演習参加中の艦上で、金属3Dプリンターを使用して各
種部品を作成する試験・評価を実施している。

	 44	 情報関連技術の広まりと情報戦
2014年のロシアによるクリミア「併合」、2016年の

米大統領選へのロシアの介入疑惑、2020年の台湾総統
選挙をめぐる中国の活動、2022年のロシアによるウク
ライナ侵略などでも指摘されているように、ソーシャ
ル・ネットワーキング・サービス（SNS）などを媒体と
した、偽情報の流布や、対象政府の信頼低下や社会の分
断を企図した情報拡散などによる情報戦への懸念が高
まっている。こうしたSNS上での工作には、ボットと呼
ばれる自律的なプログラムが多用されるようになってい
るとの指摘がある。大手ソーシャルメディア各社は、
ボットアカウントも含め、中国やロシアなど政府による
プロパガンダ5作戦に利用されているとするアカウント
の削除を発表してきている。

このような偽情報の流布などによる情報戦は、AIや
コンピューティング技術のさらなる活用により、一層深
刻になる可能性がある。このため、米国では、2021年度

国防授権法において、国土安全保障長官に対して、デジ
タル・コンテンツの偽造に使われる技術や、これが外国
政府により使われた場合の安全保障への影響について報
告するよう命じている。また、米国防省高等研究計画局

（D
Defense Advanced Research Projects Agency

ARPA）は、画像や音声の一貫性に着目し、偽造され
たコンテンツを自動的に発見するアルゴリズムの研究を
行っている。ウクライナでは、ロシアによる侵略に対し、
政府HPや各種SNSなどを利用して、戦果・戦況の発信

情報戦 とは
「情報戦」とは、紛争が生起していない段階から、偽情報や戦略
的な情報発信などを用いて他国の世論・意思決定に影響を及ぼ
すとともに、自らの意思決定への影響を局限することで、自ら
に有利な安全保障環境の構築を企図することをいいます。国際
社会において、この「情報戦」に重点が置かれている状況です。

KEY WORD
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や、捕虜となったロシア軍兵士の母親に向けたメッセー
ジを発信するほか、偽情報を流すアカウントを不適切な
コンテンツとして通報するよう促すなどロシアの偽情報

6	 英国は2021年に発表した防衛安全保障産業戦略（DSIS）において4年間で少なくとも66億ポンドを防衛研究開発に投資することを発表しており、安全
保障に資する産学界のイノベーションに投資を行う国防安全保障アクセラレータ（D

Defence and Security Accelerator
ASA）への投資を強化するとしている。オーストラリアでも、2016年

に設置された次世代技術基金（Next	Generation	Technologies	Fund）により、エマージング・テクノロジーを中心に投資を行っている。
7	 韓国は、2021年にこれらの政策を含む韓国防衛能力向上政策（Korea	Defense	Capability	policy）の導入を発表した。

に対する対抗措置を講じている。このような巧みな情報
発信により、人道的なウクライナと非人道的なロシアと
いう図式の国内外世論の形成に成功している。

	 55	 防衛生産・技術基盤をめぐる動向
民生分野での技術発展は著しく、それに由来する先進

技術が、戦闘のあり方を一変できるほどになっており、
産業・技術分野における優劣は国家の安全保障に大きな
影響を与える状況にある。このような中で、諸外国は、
自国の防衛生産・技術基盤を維持・強化するため、各種
の取組を進めている。

まず、技術的優越を確保するため、各国は国防研究開発
への投資を拡大している。例えば、米国は約16兆円の政
府負担研究費のうち約半分が国防省によるものである。

また、米国は企業や大学などの研究に対しても大規模
な資金提供を行っている。国防省の内部組織である
DARPAも、米軍の技術的優位性の維持を目的に、企業
や大学などにおける革新的研究に積極的に投資を行って
おり、2024米会計年度においても約43億8,800万ドル
の予算を要求している。さらに、国防イノベーションユ
ニット（D

Defense Innovation Unit
IU）では、民生の先端技術を安全保障分野の

課題解決に活用するために、先端技術を持った企業と国
防省との橋渡しをする役割を担っている。AI、自律技術、
サイバーなど6つの分野を中心に、これまでに350を超
える企業との契約を生み出しており、2022年度におい
ても企業から提案を受けた17の民生ソリューションを
試作段階から量産段階へ移行させている。

軍民融合を国家戦略として推進する中国は、2022年
10月に行われた中国共産党第20回党大会における習近
平総書記の報告において、戦略的新興産業の融合発展、
クラスター発展を推し進め、次世代情報技術、人工知能

（AI）、バイオテクノロジー、新エネルギー、新素材など
一連の新たな成長エンジンを構築するとしている。

英国やオーストラリアも、近年の装備品開発における
デュアル・ユース技術の活用を受け、先進的な民生技術
の取込みを目的として、民間の革新的な研究開発に対し
て資金提供を行っている6。

さらに、諸外国は自国の防衛生産基盤を国防に必要な
要素ととらえ、防衛産業政策に関する政策文書の発表や
防衛産業を担当する組織の設置により政策実行体制を整
えており、国内企業参画支援や輸出の促進など、防衛生
産基盤の維持・強化のために様々な取組を進めている。

英国は、国内防衛産業とより生産的・戦略的な関係を
構築することを目的として、2021年に防衛安全保障産
業戦略（D

Defence and Security Industrial Strategy
SIS）を発表した。この戦略の中で、防衛産業

は重要な戦略的資産と位置づけられており、その強化の
ために、政府が大規模な調達改革、サプライチェーンの
強靭化、輸出許可の迅速化などの取組を進めることとし
ている。また、2022年には防衛サプライチェーン戦略

（Defence Supply Chain Strategy）を公表し、現下の
厳しい安全保障環境に対応できる強靭な防衛サプライ
チェーンの構築を目指すこととした。

オーストラリアは、2016年に国防産業担当大臣のポ
ストを設置するとともに、国防省と防衛産業界のパート
ナーシップを推進する事業を定めた防衛産業政策ステー
トメントを発表している。また、2021年に防衛産業支
援のワンストップ組織である防衛産業支援オフィス

（Office of Defence Industry Support）を設置し、中
小企業の防衛産業参画支援や資金援助を行っている。

韓国は、2021年に施行された防衛産業発展法と防衛
科学技術革新促進法により、国内防衛産業の能力向上や
高い自己完結性の獲得を目指している。さらに、防衛事
業庁（D

Defense Acquisition Program Administration
APA）は、装備品調達の際は国内産業への波及

効果も考慮して装備品の調達を行う政策や、海外企業と
国内企業との協力や海外企業による国内企業の製品の使
用を促進する政策を発表している7。

また、装備品の輸出は、当該国間の関係強化や、防衛
生産・技術基盤の強化に資するものでもあり、各国は戦
略的に取り組んでいる。例えば、英国は、国際通商省や
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内務省など他省庁とも協力して省庁横断的に輸出支援に
取り組むことをDSISにて発表している。装備品の輸出
額では、米国・ロシア・欧州及び中国が引き続き上位を
占めている一方で、オーストラリアでは輸出戦略が策定
された8。また、韓国では輸出支援組織を設置し9、輸出の
ための研究開発の資金援助を行うなど、各国は様々な取
組により装備品の輸出を積極的に促進している。

図表Ⅰ-4-1-1（主要通常兵器の輸出上位国（2018～
2022年））

8	 オーストラリアは2018年に国防輸出戦略を発表している。
9	 2018年、防衛産業輸出支援センター（Defense	Export	Promotion	Center）を設立した。
10	 JETROビジネス短信「両用品目輸出管理条例案が発表、審査期間や包括許可の申請要件などが明らかに（中国）」（2022年5月26日）による。
11	 中国商務省報道局プレスリリース（2022年12月12日）による。
12	 米国の2018輸出管理改革法の下で輸出管理規則に導入された2020年5月及び同年8月の外国直接製品ルールの変更のこと。これによりファーウェイは、

特定の米国技術を利用して設計または製造された半導体などを調達することも製造することもできなくなり、サプライチェーンの重要部分を中国へ移転、
中国技術に依存することになった。

	 66	 経済安全保障をめぐる動向
科学技術やイノベーションが国家間競争の中核となる

中で、各国の安全保障政策においても、状況の進展に応
じた、経済・技術分野を焦点とした取組が引き続き注目
されている。

各国は自国の持つ機微技術の流出を防止するため、輸
出管理、対内投資の事前審査、基幹インフラに関する取
組などを継続している。例えば、中国では、軍民融合政策
により軍事利用が可能な先端技術の開発・獲得に取り組
みながら、輸出管理制度を整備してきている。具体的に
は、2022年4月、「両用品目輸出管理条例」意見募集稿を
発表した。この条例は輸出管理法（2020年12月施行）の
実施の徹底などのため起草されたと説明されている10。

米国では、中核技術を保護するため、戦略的・継続的
に投資審査制度及び輸出管理政策を更新している。
2022年9月、対米外国投資委員会（C

Committee on Foreign Investment in the United States
FIUS）に対し、変

容する安全保障上のリスクについて妥協なき検討の確保
を求める大統領令（EO14083）が出された。この大統領
令は、米国の安全保障に対する侵害を目的に、対米投資
を利用する国家が存在する事実を認めている。

同年10月、米国は、中国による先進コンピューター
チップの調達、スーパーコンピュータの開発・保有、先

進半導体製造の各能力の制限を目的とした輸出管理上の
措置を公表した。併せて、エステべス商務次官補（産業・
保全担当）は同盟国及びパートナーへの働きかけを実施
している旨明らかにしている。これに対し中国は、同年
12月、米国のチップ及びその他の製品に対する輸出規
制措置を世界貿易機関（W

World Trade Organization
TO）の紛争解決メカニズム

に付託した11。
カナダは、2022年5月、ファーウェイ及びZTEの新

規5G機器及びサービス利用の禁止などの措置を採用す
る計画を公表、同年6月、その措置の根拠規定を含むサ
イバーセキュリティ法案を下院に提出した。英国は、同
年10月、ファーウェイ製品・役務の品質が、2020年の
米国による制裁12の影響を受け、敵対的窃取とシステム
障害のリスクを高めているとして、同社を5Gネット
ワーク機器・サービスのハイリスクベンダーとして指定
し、35の事業者に対して新規ファーウェイ機器の5G
ネットワークへの即時導入禁止などの指示を出した。

また、各国では、物資の安定供給に資するため、自国
のサプライチェーンに関し必要な措置をとろうとする動
きが継続し、国際連携の動きもみられる。2022年5月に
米国が立ち上げ14か国が参加するインド太平洋経済枠

 参照

図表Ⅰ-4-1-1 主要通常兵器の輸出上位国
（2018～2022年）

順
位 国・地域 世界の防衛装備品輸出における

シェア（％）2018-2022年
2013-2017年との

比較（％）
1 米国 40 14
2 ロシア 16 -31
3 フランス 11 44
4 中国 5 -23
5 ドイツ 4 -35
6 イタリア 4 45
7 英国 3 -35
8 スペイン 3 -4
9 韓国 2 74
10 イスラエル 2 -15

（注）　	「SIPRI	Arms	Transfers	Database」をもとに作成。2018～2022年の輸
出シェア上位10ヵ国のみ表記（小数点第1位を四捨五入）。
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組み（I
Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity
PEF）では、サプライチェーン途絶の予期・回避

による強靭な経済の構築に取り組んでいる。韓国では、
同年10月、「経済安全保障のためのサプライチェーン安
定化支援基本法」が発議された13。また、ロシアによるエ
ネルギーを対抗措置として利用する最近の試みを受け、
米国をはじめ各国が重要工業品や原料を潜在的な敵対国
に過度に依存することの脅威を再認識し、国内外におけ
る中国抜きのサプライチェーン再構築の現行の取組を一
層促進するだろう14、との指摘もある。

13	 JETROビジネス短信「「経済安全保障のためのサプライチェーン安定化支援基本法」を発議（韓国）」（2022年10月19日）による。
14	 米中経済・安全保障調査委員会「2022年議会報告書」による。

さらに、各国においては、科学技術・研究開発を軸に、
国際社会における自国の影響力確保に向けた投資の強化
も顕著となっている。米国では、2022年8月、C

Creating Helpful Incentives to Produce Semiconductors
HIPS及

び科学法が成立した。この法律は、半導体の研究開発、
製造、及び労働力育成に向けた527億ドルの基金と、将
来技術に関する米国のリーダーシップ促進のための施策
を定めている。

Ⅳ部1章5節（経済安全保障に関する取組） 参照
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	第2節	 宇宙領域をめぐる動向
	 11	 宇宙領域と安全保障

1	 米国家情報局「Challenges	to	security	in	space」（2022年4月）による。

宇宙空間は、国境の概念がないことから、人工衛星を
活用すれば、地球上のあらゆる地域の観測、通信、測位
などが可能となる。

このため主要国は、C
Command, Control, Communication, Computer, Intelligence, Surveillance, Reconnaissance

4ISR機能の強化などを目的と
し、各種活動などを画像や電波として捉える情報収集衛
星、弾道ミサイルなどの発射を感知する早期警戒衛星、
武器システムに位置情報を提供する測位衛星、通信を中
継する通信衛星など、各種衛星の能力向上や打上げに努
めている。

また、米国では、ミサイル探知・追尾、通信、偵察など
を目的とした数百機の小型衛星による衛星メガ・コンス
テレーション計画を推進している。本計画によって、地
上レーダーでは探知が困難な極超音速兵器を宇宙空間か
ら遅滞なく探知・追尾できるものとして期待されている。

一方、他国の宇宙利用を妨げる対衛星兵器（A
Anti-Satellite Weapon

SAT）
も開発されている。

破壊を伴う地上発射型ミサイルについては、中国が
2007年1月に、ロシアが2021年11月に、それぞれ自
国衛星を標的として破壊実験を実施した。この結果、ス
ペースデブリが多数発生し各国の人工衛星などの宇宙資
産に対する衝突リスクとして懸念されている。

また、中国については、軌道上での衛星の検査や修理
を目的に開発しているロボットアーム技術が衛星攻撃衛
星（いわゆる「キラー衛星」）などのASATに転用される

可能性が指摘されているほか、ロシアについては、衛星
から近接する衛星に対する物体放出がASAT実験であ
ると指摘されている1。

さらに、中国やロシアは、攻撃対象となる衛星と地上
局との間の通信などを妨害する電波妨害装置（ジャマー）
や、衛星を攻撃するレーザー兵器などの高出力エネル
ギー技術も開発していると指摘されている。

このように宇宙空間における脅威が増大する中、各国
は、宇宙を「戦闘領域」や「作戦領域」と位置づける動き
が広がっており、宇宙資産への脅威を監視する宇宙領域
把握（S

Space Domain Awareness
DA）に取り組んでいる。

こうした中、既存の国際約束においては、宇宙物体の
破壊の禁止やスペースデブリ発生の原因となる行為の回
避などに関する直接的な規定がなく、近年、国連宇宙空
間平和利用委員会（C

Committee on the Peaceful Uses of Outer Space
OPUOS）や国際機関間スペース

デブリ調整委員会（I
Inter-Agency Space Debris Coordination Committee

ADC）などで議論が進められてい
る。2021年12月には、国連総会において、日英などが
共同で提案した「責任ある行動の規範、規則及び原則を
通じた宇宙における脅威の低減」決議が採択され、関連
する作業部会が2022年から2023年にかけ開催されて
いる。また、2022年12月、国連総会において、破壊的
な直接上昇型対衛星（D

Direct-Ascent Anti-SATellite
A-ASAT）ミサイル実験を実施

しない旨の決議が圧倒的多数により採択された。
Ⅲ部1章4節4項（宇宙領域での対応）

	 22	 宇宙空間に関する各国の取組

1　米国
米国は、世界初の偵察衛星、月面着陸など、軍事、科

学、資源探査など多種多様な宇宙活動を発展させ続けて
おり、世界最大の宇宙大国である。米軍の行動において
も宇宙空間の重要性は強く認識されており、宇宙空間
は、安全保障上の目的でも積極的に利用されている。

政策面では、2018年3月、「国家宇宙戦略」を公表し、

敵対者が宇宙を戦闘領域に変えたとの認識を示したうえ
で、宇宙空間における米国及び同盟国の利益を守るた
め、脅威を抑止及び撃退していくと表明した。また、「国
防宇宙戦略」において、中国やロシアを最も深刻で差し
迫った脅威と評価したほか、宇宙領域における優位性の
確保、国家的な運用や統合・連合作戦を宇宙能力で支援
すること、宇宙領域の安定性確保の3点を目標としてい
る。さらに、米国政府は、同年12月に公表した「国家宇
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宙政策（N
National Space Policy

SP）」において、宇宙の平和利用の原則のもと、
国家安全保障活動のために宇宙を引き続き利用するとし
ている。

2022年4月には、破壊的なDA-ASATミサイル実験
を実施しない旨の宣言を発表し、他国に対しても同様の
取組を行うよう求めた。これを受け、わが国のほか、韓
国、英国、フランスなども同様の発表を行っている。ま
た、同年10月に公表された「国家防衛戦略」において、
宇宙領域について、敵の妨害や欺瞞にかかわらず、戦闘
目標を達成するための監視・決定システムの能力を向上
させるとしている。

組織面では、大統領直轄組織である国家航空宇宙局
（N

National Aeronautics and Space Administration
ASA）が主に非軍事分野の宇宙開発を担う一方、国防

省が軍事分野の観測衛星や偵察衛星などの研究開発と運
用を担っている。2019年8月、宇宙の任務を担っていた
戦略軍の一部を基盤に新たな地域別統合軍として宇宙コ
マンドが発足し、同年12月、6番目の軍種として空軍省
の隷下に人員約1万6,000人規模の宇宙軍を新たに創設
した。さらに、2022年11月、宇宙コマンドの隷下に宇
宙に関する作戦を調整する連合統合任務部隊を創設し
た。また、地域別統合軍であるインド太平洋軍に宇宙部
隊を、同年12月には中央軍に宇宙部隊をそれぞれ新編
している。

3章1節2項（軍事態勢）

2	 米国家情報局「Challenges	to	security	in	space」（2022年4月）による。
3	 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告書」（2022年11月）による。
4	 米国家情報長官「世界脅威評価書」（2022年2月）による。
5	 英国国際戦略研究所「ミリタリー・バランス（2023）」による。

2　中国
中国は、1950年代から宇宙開発を推進しており、世

界初となる無人探査機の月の裏側への着陸などを成功さ
せてきた。2022年10月には、実験モジュール「夢天」
を打ち上げ、コアモジュール「天和」とドッキングさせ
ることで、宇宙ステーション「天宮」を完成させるなど、
宇宙活動をさらに活発化させている。

中国は従来から国際協力や宇宙の平和利用を強調して
いるものの、人工衛星による情報収集、通信、測位など軍
事目的での宇宙利用を積極的に行っていることが指摘さ
れている。例えば、衛星測位システム「北斗」は航空機、
艦船の航法、ミサイルなどの誘導用、2021年と2022年
に複数回打ち上げられた「遥感」システムは電子偵察や
画像偵察用として、軍事利用の可能性が指摘されている。
また、「長征」シリーズなどの運搬ロケットについては、
開発・生産元である中国国有企業が弾道ミサイルの開発、
生産なども行っているとされ、運搬ロケットの開発は弾
道ミサイルの開発にも応用可能とみられる。

また、中国は、対宇宙作戦を地域紛争への米国介入を
抑止・対抗する手段と捉えていると指摘されており2、
ASATの開発などを進めている。先述の2007年の衛星
破壊実験や2014年7月の破壊を伴わない対衛星ミサイ
ル実験のほか、地上配備型レーザー、宇宙ロボットなど
様々なASAT能力と関連技術の取得、開発を続けてい
る3との指摘もある。

このように中国は、官・軍・民が密接に協力しながら、
今後も宇宙開発に注力していくものとみられる。米国は
中国に対し、宇宙における米国の能力に並ぶ又は上回る
能力を追求していると評価4しており、軍用衛星の運用
数は米国を上回っているとの指摘もある5。

政策面では、中国は、宇宙が国際的戦略競争の要点で
あり、宇宙の安全は国家建設や社会発展の戦略的保障で
あると主張しており、航空宇宙分野の発展を加速する方
針を明らかにしている。2022年1月に発表された「中国
の宇宙」白書において「宇宙強国の建設」を強調し、宇宙
事業を発展させるとしている。また、同年10月の第20
回党大会における習近平総書記の報告の中でも、「宇宙
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開発強国の建設を加速させる」との方針が掲げられた。
組織面では、2015年12月に中央軍事委員会の直轄部

隊として設立された戦略支援部隊は、任務や組織の細部
は公表されていないものの、宇宙・サイバー・電子戦を
任務としており、衛星の打上げ・追跡を担当していると
みられる。また、中央軍事委員会の装備発展部が有人宇
宙計画などを担当しているとみられる。

3　ロシア
1991年の旧ソ連解体以降、ロシアの宇宙活動は低調

な状態にあったが、近年は、ウクライナ侵略後も、活発
な宇宙活動を継続している。例えば、ロシアは、2030年
までに、観測や通信などを行う600機以上の衛星による
衛星コンステレーション構想「スフェラ」を計画してい
る。国際宇宙ステーションの2028年までの参加延長を
決定したほか、独自の宇宙ステーションの開発計画を明
らかにしている。

また、ロシアは、シリアにおける軍事作戦に宇宙能力
を活用しており、ショイグ国防相は2019年の国防省の
会議において、本作戦の経験で、軍用衛星の再構築が必
要との認識に至った旨明らかにした。2022年4月と12
月に、電子偵察用とみられる軍用衛星を打ち上げている。
2022年11月には、6機目となる早期警戒衛星「ツンド
ラ」の軌道投入に成功しており、ミサイル防衛能力の強
化が進展している。また、2021年11月、ロシア国防省
は、軌道上にあるソ連の人工衛星を破壊する実験に成功
した旨発表した。

一方で、国営宇宙公社ロスコスモス（State Space 
Corporation ROSCOSMOS）の総裁は、欧米諸国の制
裁の影響により、欧州宇宙機関との協力を完全に停止し
たと発言している。

政策面としては、宇宙活動を展開していく今後の具体
的な方針として、2016年3月、「2016-2025年のロシア
連邦宇宙プログラム」を発表し、国産宇宙衛星の開発・
展開、有人宇宙飛行計画などを盛り込んだ。

組織面では、ロスコスモスがロシアの科学分野や経済
分野の宇宙活動を担う一方で、国防省が安全保障目的で
の宇宙活動に関与し、2015年8月に空軍と航空宇宙防衛
部隊が統合され創設された航空宇宙軍が実際の軍事面で

6	 韓国国防部「2022国防白書」（2023年2月）による。

の宇宙活動や衛星打上げ施設の管理などを担当している。

4　韓国
韓国の宇宙開発は、2005年に施行された「宇宙開発

振興法」のもと、2022年12月に発表した「第4次宇宙
開発振興基本計画」に基づき推進されている。その計画
は、月と火星への2045年までの着陸を目標として、宇
宙関連予算を倍増させ、宇宙産業を推進し、2023年末
までに宇宙航空庁を発足させるなどとしている。また、
2021年5月、米韓ミサイル指針の終了に関して米国と
合意したことに伴い、運搬ロケット開発の制限が解消さ
れ、独自の打上げ手段獲得を目指すなど宇宙開発を加速
させている。例えば、2022年6月に韓国国産ロケット

「ヌリ号」の2回目の打ち上げで初めての衛星の軌道投
入に成功しており、2027年までにさらに4回の打上げ
を計画している。

組織面では、韓国航空宇宙研究院が実施機関として研
究開発を主導、国防科学研究所が各種衛星の開発利用に
関与している。また、朝鮮半島上空の宇宙監視能力を確
保するため、初の宇宙部隊を2019年に創設し、2022年、

「空軍宇宙作戦大隊」に拡大改編した。
また、韓国国防部は、宇宙関連の能力を強化するため、

監視偵察・早期警報衛星などを確保していく計画である
としている6。

5　インド
インドは、有人宇宙ミッション、通信、測位、観測分野

などの開発プログラムを推進している。2022年4月、米
印は、第4回外務・防衛閣僚会議「2＋2」を開催し、宇
宙における協力の重要性を強調し、防衛宇宙対話を実施
する計画を歓迎した。

また、インドは、自国周辺の測位が可能な測位衛星と
して地域航法衛星システム（N

Navigation Indian Constellation
avIC）衛星を運用してい

るほか、2017年2月には、低予算で104機の衛星を1基
のロケットで打ち上げることに成功するなど、高い技術
力を有している。また、2019年3月、モディ首相は、低
軌道上の人工衛星をミサイルで破壊する実験に成功した
と発表している。2021年2月には、有人宇宙政策を発表

173 令和5年版	防衛白書

第2節 宇宙領域をめぐる動向

第
4
章

宇
宙
・
サ
イ
バ
ー
・
電
磁
波
の
領
域
や
情
報
戦
な
ど
を
め
ぐ
る
動
向
・
国
際
社
会
の
課
題
な
ど

第
Ⅰ
部

防衛2023_1-4-02.indd   173防衛2023_1-4-02.indd   173 2023/06/23   9:19:032023/06/23   9:19:03



しており、2022年12月には、インドで初となる有人宇
宙飛行「ガガニャーン」計画について、2024年の打ち上
げを目指すとした。

6　欧州
欧州における宇宙活動は、EU、欧州宇宙機関（E

European Space Agency
SA）、

欧州各国がそれぞれ独自の宇宙活動を推進しているほ
か、相互の協力による宇宙活動が行われている。

EUは、2021年から2027年までの中期予算計画の宇
宙政策に148.8億ユーロを割り当てたほか、2021年5
月、衛星測位システムの安全管理などを含む、EUの宇
宙 プ ロ グ ラ ム の 執 行 を 担 うEU宇 宙 プ ロ グ ラ ム 庁

（E
European Union Agency for the Space Programme
USPA）を発足させた。今後はEU・ESAが計画して

いる衛星測位システム「ガリレオ」、地球観測プログラム
「コペルニクス」、欧州防衛庁（E

European Defence Agency
DA）による偵察衛星プ

ロジェクト（M
Multinational Space based Imaging System

USIS）などが、欧州における安全保障分
野に活用されていくものとみられる。さらに、2023年3
月に公表したEU宇宙安全保障・防衛戦略では、安全保
障・防衛における宇宙能力の利用を強化するとし、新し
い地球観測サービスの開発や初期のSDAサービスの提
供を計画している。

また、NATOは、宇宙を陸・海・空・サイバーと並ぶ
「第5の作戦領域」であると宣言するなど、宇宙領域にお
ける安全保障の重要性に関して認識を示している。
2020年10月には、NATO国防相会合が開催され、新た

に宇宙センターを設立することが合意された。さらに、
2021年6月のNATOの首脳会合で公表したコミュニケ
において、宇宙空間における武力攻撃がNATOの集団
的自衛権の発動につながりうる旨、初めて記載された。
加えて、2022年6月に公表した新戦略概念では、宇宙及
びサイバー領域で効果的に活動する能力を強化するとし
ている。

2020年末にEUを離脱した英国は、2021年1月にガ
リレオプログラムに参加しない旨の発表を行っている。
また、2021年4月、宇宙司令部（Space Command）が
正式に発足し、宇宙作戦、宇宙関連人員の訓練及び養成、
宇宙能力（宇宙関連装備計画の開発及び提供）の3つの
機能を担うとされる。戦略面においては、同年9月に「国
家宇宙戦略」を、2022年2月に「国防宇宙戦略」を発表
しており、ISRや衛星通信などの分野に今後10年で14
億ポンドを投資するとしている。

フランスは、2019年7月、「国防宇宙戦略」を発表し、
宇宙司令部創設のほか、脅威認識、宇宙状況監視能力の
強化などについて言及している。同年9月、軍事省内に
ある宇宙軍事監視作戦センター、統合宇宙司令部、衛星
軍事監視センターの機能・人員を集約する形で空軍隷下
に宇宙司令部を創設した。また、2020年9月に空軍の名
称を航空・宇宙軍に変更し、空軍の業務に宇宙への自由
なアクセス及び宇宙空間での行動の自由を保障するため
の活動を追加している。
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	第3節	 サイバー領域をめぐる動向
	 11	 サイバー空間と安全保障

1	 米国防情報長官「世界脅威評価書」（2022年2月）による。
2	 台湾国防部「国防報告書」（2021年11月）による。
3	 「米国防省サイバー戦略」（2018年9月）による。

インターネットは、様々なサービスやコミュニティが
形成され、新たな社会領域（サイバー空間）として重要
性を増している。このため、サイバー空間上の情報資産
やネットワークを侵害するサイバー攻撃は、社会に深刻
な影響を及ぼすことができるため、安全保障にとって現
実の脅威となっている。

サイバー攻撃の種類としては、不正アクセス、マル
ウェア（不正プログラム）による情報流出や機能妨害、
情報の改ざん・窃取、大量のデータの同時送信による機
能妨害のほか、電力システムや医療システムなど重要イ

ンフラのシステムダウンや乗っ取りなどがあげられる。
また、サイバー攻撃にAIが利用される可能性も指摘さ
れるなど、攻撃手法は高度化、巧妙化している。

軍隊にとっても情報通信は、指揮中枢から末端部隊に
至る指揮統制のための基盤であり、情報通信ネットワー
クへの軍隊の依存度が一層増大している。サイバー攻撃
は、攻撃主体の特定や被害の把握が容易ではないことか
ら、敵の軍事活動を低コストで妨害可能な非対称的な攻
撃手段として認識されており、多くの外国軍隊がサイ
バー攻撃能力を開発しているとみられる。

	 22	 サイバー空間における脅威の動向
諸外国の政府機関や軍隊のみならず民間企業や学術機

関などに対するサイバー攻撃が多発しており、重要技
術、機密情報、個人情報などが標的となる事例も確認さ
れている。また、高度サイバー攻撃（A

Advanced Persistent Threat
PT）は、特定の組

織を執拗に攻撃するとされ、長期的な活動を行うための
潤沢なリソース、体制及び能力が必要となることから、
組織的活動であるとされている。

このような高度なサイバー攻撃に対処するために、脅
威認識の共有などを通じて諸外国との技術面・運用面の
協力が求められている。こうした中、米国は、情報窃取、
国民への影響工作、重要インフラを含む産業に損害を与
える能力を有する国家やサイバー攻撃主体が増加傾向に
あり、特にロシア、中国、イラン及び北朝鮮を最も懸念
していると評価1している。

1　中国
中国では、2015年12月末、軍改革の一環として創設

された「戦略支援部隊」のもとにサイバー戦部隊が編成
されたとみられる。戦略支援部隊は17万5,000人規模
とされ、このうち、サイバー攻撃部隊は3万人との指摘

もある。台湾国防部は、サイバー領域における安全保障
上の脅威として、中国が平時において、情報収集・情報
窃取によりサイバー攻撃ポイントを把握し、有事では、
国家の基幹インフラ及び情報システムの破壊、社会の動
揺、秩序の混乱をもたらし、軍や政府の治安能力を破壊
すると指摘している2。また、中国が2019年7月に発表
した国防白書「新時代における中国の国防」において、
軍によるサイバー空間における能力構築を加速させると
しているなど、軍のサイバー戦能力を強化していると考
えられる。

3章2節2項5（軍事態勢）

中国は、平素から機密情報の窃取を目的としたサイ
バー攻撃などを行っているとされ3、近年では、次の事案
への関与が指摘されている。
・・　2021年7月、米国は、同年3月に発覚したマイクロ

ソフト社メールサーバーソフトの脆弱性を狙ったサ
イバー攻撃が、中国国家安全部に関連する実施主体に
よるものであると公表。わが国を含む米国の同盟国な
ども同日、一斉に中国を非難。

・・　米セキュリティ企業によれば、中国政府が支援して
いるとされる「APT41」が2021年～2022年にかけ

 参照
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米国州政府のネットワークに侵入したと指摘。
・・　2022年6月、米国の国家安全保障局、サイバーセ

キュリティ・インフラストラクチャセキュリティ庁、
連邦捜査局は共同で、2020年以降、中国政府が支援
するサイバーアクターがネットワークデバイスの脆
弱性を悪用し、様々な官民の組織を標的にしていると
して、注意喚起と対応策を発表。

・・　2022年7月、ベルギー政府は、内務省、国防省への
サイバー活動について中国政府が支援しているとさ
れる「APT27」、「APT30」、「APT31」などが関与し
たとし、中国政府を非難。

・・　2022年8月、台湾外交部は、米下院議長の訪台にあ
わせて発生した台湾の政府機関などを標的としたサ
イバー攻撃について、使用されたIPアドレスが中国
やロシアなどのものであったと公表。

2　北朝鮮
北朝鮮には、偵察総局、国家保衛省、朝鮮労働党統一

戦線部及び文化交流局の4つの主要な情報機関並びに対
外情報機関が存在しており、情報収集の主たる標的は韓
国、米国及びわが国であるとの指摘がある4。また、人材
育成はこれらの機関が行っており5、軍の偵察総局を中心
に、サイバー部隊を集中的に増強し、約6,800人を運用
中と指摘されている6。

各種制裁措置が課せられている北朝鮮は、国際的な統
制をかいくぐり通貨を獲得するための手段としてサイ
バー攻撃を利用しているとみられる7ほか、軍事機密情
報の窃取や他国の重要インフラへの攻撃能力の開発など
を行っているとされる。2023年4月に発表された「国連
安保理北朝鮮制裁委員会専門家パネル2022最終報告書」
においては、北朝鮮はサイバー攻撃手法を洗練させてお
り、2022年だけで6億3,000万から10億ドル相当以上
の暗号資産を窃取したと指摘されている。近年では、次
の事案への関与が指摘されている。
・・　2021年2月、米司法省は、北朝鮮軍偵察総局所属の

4	 米国防情報局「北朝鮮の軍事力」（2021年10月）による。
5	 韓国国防部「2016国防白書」（2017年1月）による。
6	 韓国国防部「2022国防白書」（2023年2月）による。
7	 米国防情報局「北朝鮮の軍事力」（2021年10月）による。
8	 2017年2月、ロシアのショイグ国防相の下院の説明会での発言による。ロシア軍に「情報作戦部隊」が存在するとし、欧米との情報戦が起きており「政治

宣伝活動に対抗する」としている。ただし、ショイグ国防相は部隊名の言及はしていない。
9	 2015年9月、クラッパー米国家情報長官（当時）が下院情報委員会で「世界のサイバー脅威」について行った書面証言による。
10	 米国家情報長官「世界脅威評価書」（2022年2月）による。

北朝鮮人3名をサイバー攻撃に関与した疑いで起訴。
・・　2021年5月、韓国原子力研究所は、北朝鮮のサイ

バーグループがVPNサーバの脆弱性を悪用して内部
ネットワークに侵入したと発表。

・・　2022年4月、米財務省は、人気オンラインゲームに
おいて発生した6億ドル相当の暗号資産窃盗につい
て、北朝鮮軍偵察総局の関与が指摘されるサイバーア
クター「ラザルス」による犯行であった旨を発表。

・・　2022年7月、米司法省は、前年5月に北朝鮮のサイ
バーアクターがランサムウェア「マウイ」を使用し、
米カンザス州の医療センターから得ていた身代金を
含む約50万ドルを押収した旨を発表。

・・　2023年1月、米連邦捜査局は、2022年6月に発生
した1億ドル相当の暗号資産窃盗について、「ラザル
ス」の犯行であり、流出した暗号資産6,000万ドル相
当を別の暗号資産に資金洗浄していた旨を発表。

3　ロシア
ロシアについては、軍参謀本部情報総局、連邦保安庁、

対外情報庁がサイバー攻撃に関与しているとの指摘があ
るほか、軍のサイバー部隊8の存在が明らかとなってい
る。サイバー部隊は、敵の指揮・統制システムへのマル
ウェアの挿入を含む攻撃的なサイバー活動を担うとさ
れ9、その要員は、約1,000人と指摘されている。

また、2021年7月に公表した「国家安全保障戦略」に
おいて、宇宙及び情報空間は、軍事活動の新たな領域と
して活発に開発されているとの認識を示し、情報空間に
おけるロシアの主権の強化を国家の優先課題として掲げ
ている。また、2019年11月、サイバー攻撃などの際に
グローバルネットワークから遮断し、ロシアのネット
ワークの継続性を確保することを想定したいわゆるイン
ターネット主権法を施行させた。

米国は、ロシアがスパイ活動、影響力行使及び攻撃能
力に磨きをかけており、今後もサイバー上の最大の脅威
であり続けると認識している10。近年では、次の事案へ
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の関与が指摘されている。
・・　2021年4月、米政府は、2020年の大統領選挙に影

響を与えるロシア政府主導の試み、そのほかの偽情報
や干渉行為を実行する32の組織・個人を制裁。

・・　2021年11月、ウクライナ保安庁は、2014年以降、
ロシア連邦保安庁が関連するサイバーグループが、重
要インフラの制御奪取、諜報、影響工作及び情報シス
テムの妨害を企図し、ウクライナの公的機関及び重要
インフラに対しサイバー攻撃を実施したと公表。

・・　2022年2月、米、英、豪政府は、ウクライナ金融機
関に対するサイバー攻撃が、ロシア軍参謀本部情報総
局によるものと指摘。

・・　2022年3月、米連邦捜査局は、米国の重要インフラ
へのサイバー攻撃について、ロシア連邦保安庁職員3
名と国防省傘下の研究所職員1名を起訴した旨を発表。

・・　2022年4月、米司法省は、ロシア軍参謀本部情報総
局がマルウェアを使用し、指令や遠隔操作を受け入れ
るようにさせたコンピュータネットワークについて、
裁判所が認可した方法でネットワークを無効化した
旨を発表。

4　その他の脅威の動向
意図的に不正改造されたプログラムが埋め込まれた製

11	 境界線で内側と外側を遮断して、外側からの攻撃や内部からの情報流出を防止しようとする考え方。境界型セキュリティでは、「信頼できないもの」が内
部に入り込まない、また内部には「信頼できるもの」のみが存在することが前提となる。防御対象の中心はネットワーク。

品が企業から納入されるなどのサプライチェーンリスク
や、産業制御システムへの攻撃を企図した高度なマル
ウェアの存在も指摘されている。

米国議会は2018年8月、政府機関がファーウェイなど
の中国の大手通信機器メーカーの製品を使用することを
禁止する条項を盛り込んだ国防授権法を成立させた。ま
た、中国の通信機器のリスクに関する情報を同盟国に伝
え、不使用を呼びかけている。これに対して、オーストラ
リアは、第5世代移動通信システムの整備事業へのファー
ウェイとZTEの参入を禁止しており、英国は2027年末
までにすべてのファーウェイ社製品を第5世代移動通信
システム網から撤去する方針を表明している。

また、2022年7月、米IT企業は、ランサムウェアの
配布などサイバー攻撃に必要なツールの課金形態による
サービスについて、犯罪を助長する様々なオンライン
サービスが増加し、その経済圏が継続的に成長している
と指摘している。また、同年12月、米保健学術団体は、
米国の公衆衛生セクターへのランサムウェアによるサイ
バー攻撃によって、2016年から2021年までに約4,200
万人分の個人情報が流出し、医療提供の妨害などの年間
発生件数が2倍以上に増加したと指摘している。

	 33	 サイバー空間における脅威に対する動向
こうしたサイバー空間における脅威の増大を受け、各

国において、各種の取組が進められている。
サイバー空間に関しては、国際法の適用のあり方な

ど、基本的な点についても国際社会の意見の隔たりがあ
るとされ、例えば、米国、欧州、わが国などが自由なサイ
バー空間の維持を訴える一方、ロシアや中国、新興国な
どの多くは、サイバー空間の国家管理の強化を訴えてい
る。また、国際社会においては、サイバー空間における
法の支配の促進を目指す動きがあり、例えば、サイバー
空間に関する国際会議などの枠組みにおいて、国際的な
ルール作りなどに関する議論が行われている。

Ⅲ部1章4節5項（サイバー領域での対応）

さらに、2020年からの新型コロナウイルス感染症へ
の対応の結果として、テレワークやICTを活用した教
育、Web会議サービスなど世界的に新たな生活様式が
確立された。一方で、これらのデジタルサービスの進展
に伴い、従来型のサイバーセキュリティ対策の主要な前
提となっていた「境界型セキュリティ」11の考え方の限界
が指摘されており、各国で新たなセキュリティ対策の検
討が進められている。

1　米国
米国では、連邦政府のネットワークや重要インフラの 参照
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サイバー防護に関しては、国土安全保障省が責任を有し
ており、国土安全保障省サイバーセキュリティ・インフ
ラストラクチャセキュリティ庁（C

Cybersecurity and Infrastructure Security Agency
ISA）が政府機関の

ネットワーク防御に取り組んでいる。2022年4月、国務
省内に国際サイバー安全保障や国際デジタル政策などに
取り組む「サイバー空間・デジタル政策局」を新設した。

米国は、国防省サイバー戦略（2018年9月）において、
米国が中露との長期的な戦略的競争関係にあり、中露は
サイバー空間における活動を通じて競争を拡大させ、米
国や同盟国、パートナーへの戦略上のリスクになってい
ると指摘している。また、国家安全保障戦略（2022年
10月）において、サイバー攻撃の抑止を目指しサイバー
空間における敵対的行動に断固として対応するとし、国
家防衛戦略（2022年10月）では、サイバー領域におけ
る抗たん性の構築を優先し、直接的な抑止力の手段とし
て攻勢的サイバーをあげている。

また、連邦政府機関におけるサイバーセキュリティを
強化するため、2022年1月、行政管理予算局は「ゼロト
ラスト戦略」を発表し、各省庁がゼロトラスト12モデル
のセキュリティ対策を実施するものとしている。また、
2023年3月、国家サイバーセキュリティ戦略を発表し、
中国、ロシア、イラン、北朝鮮などがサイバー攻撃を積
極的に使用して安全保障と繁栄を脅かしているとし、重
要インフラの防衛や脅威アクターの阻止と解体などに注
力するとしている。

2019年日米「2＋2」では、サイバー分野における協
力を強化していくことで一致し、国際法がサイバー空間
に適用されるとともに、一定の場合には、サイバー攻撃
が日米安全保障条約にいう武力攻撃に当たり得ることを
確認している。

米軍においては、2018年5月に統合軍に格上げされ
たサイバー軍が、サイバー空間における作戦を統括して
いる。同軍は、国防省の情報環境を運用・防衛する「サ
イバー防護部隊」（68チーム）、国家レベルの脅威から米
国の防衛を支援する「サイバー国家任務部隊」（13チー
ム）及び統合軍が行う作戦をサイバー面から支援する

「サイバー戦闘任務部隊」（27チーム）などから構成され
ている。これら3部隊は「サイバー任務部隊」と総称さ
れ、25の支援チームを含め全体として133チーム、

12	「内部であっても信頼しない、外部も内部も区別なく疑ってかかる」という「性悪説」に基づいた考え方。利用者を疑い、端末などの機器を疑い、許された
アクセス権でも、なりすましなどの可能性が高い場合は動的にアクセス権を停止する。防御対象の中心はデータや機器などの資源。

13	 韓国国防部「2022国防白書」（2023年2月）による。

6,200人規模である。
また、2022年10月には、サイバー軍主催の多国間サ

イバー演習「サイバー・フラッグ23-1」が開催され、わ
が国を含む8か国から250人以上のサイバー要員が参加
している。

2　韓国
韓国は、国民の安全を守り、国家安全保障を堅固にす

るため、2019年4月に「国家サイバー安保戦略」を韓国
として初めて策定するとともに、同戦略を具体化するた
め、同年9月には「国家サイバー安保基本計画」を発表
した。

国防部門では、韓国軍は、サイバー作戦態勢を強化し、
サイバー空間における脅威に効果的に対応するため、
2019年に合同参謀本部を中心としたサイバー作戦の遂
行体系を構築するとともに、合同参謀本部、サイバー作
戦司令部、各軍の連携体制を整備した。同年2月、「国軍
サイバー司令部」は「サイバー作戦司令部」に改編され
た。また、各軍の「サイバー防護センター」は「サイバー
作戦センター」に改編され、人員が補強された13。

3　オーストラリア
オーストラリアは、2020年8月に発表した「サイバー

セキュリティ戦略」で、自国のネットワークの安全性を
確保するため、サイバー空間における防御的な能力だけ
でなく、攻撃的な能力の権限と技術力を確保することを
明言している。また、豪英米3か国の首脳は、2021年9
月に新たな安全保障協力の枠組みとなる「AUKUS」の
設立を発表し、原子力潜水艦の共同開発に加え、サイ
バー能力、AI、量子技術などで協力するとしている。

組織面では、政府内のサイバーセキュリティ能力を1
カ所に集約した、オーストラリアサイバーセキュリティ
センター（A

Australian Cyber Security Centre
CSC）を設置し、政府機関と重要インフラ

に関する重大なサイバーセキュリティ事案に対処してい
る。また、2022年11月、サイバー攻撃を未然に阻止す
るための「常設共同タスクフォース」の新設を発表した。
同タスクフォースは通信局及び連邦警察から選抜された
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100名のサイバー要員で構成されるとし、サイバーセ
キュリティ大臣は攻勢的なサイバー防衛を明言した。

また、軍は、2017年7月に統合能力群内に情報戦能力
部を、2018年1月にその隷下に国防通信情報・サイ
バー・コマンド（D

Defence Signals Intelligence and Cyber Command
SCC）を設立した。空軍では、職種区

分としてネットワーク、データ、情報システムなどを防
護するサイバー関連特技を新設し、2019年10月、新設
した特技の募集を開始した。

4　欧州
NATOは、2014年9月のNATO首脳会議において、

加盟国に対するサイバー攻撃をNATOの集団防衛の対
象とみなすことで合意している。

組織面では、2017年11月に、サイバー作戦センター
の新設及び加盟国が有するサイバー防衛能力のNATO
任務・作戦への統合に関する方針に合意した。ベルギー
に置かれた同センターは、2023年には全面稼働し、サ
イバー攻撃の能力を持つとの見通しが示されている。

また、研究や訓練などを行う機関としては、2008年
にNATOサイバー防衛協力センター（C

Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence
CDCOE）が認

可された。同センターは、2017年2月、サイバー活動に
適用される国際法をとりまとめた「タリンマニュアル
2.0」を公表し、2020年12月には、同マニュアルを3.0
へ更新する取組を開始している。また、2022年4月には
CCDCOE主催のサイバー防衛演習「ロックド・シール
ズ2022」、同年11月にはNATO主催のサイバー防衛演
習「 サ イ バ ー・ コ ア リ シ ョ ン2022」が 開 催 さ れ、
NATO加盟国のほか、わが国も参加している。

EUは、2020年7月に欧州域内におけるサイバー攻撃
を実施した中国籍・ロシア国籍計6名及び中国・北朝
鮮・ロシアの3組織に対し制裁を課すことを決定したと
発表した。また、同年10月に英国と共同で独連邦議会へ
のサイバー攻撃を理由にロシアへの制裁発動を発表して
いる。同年12月には、「デジタル10年のためのEUのサ
イバーセキュリティ戦略」において、EU内のサイバー
脅威への集団的な状況認識の欠如を指摘し、民間・外

交・警察・防衛各分野横断型の「共同サイバーユニット」
の設立などを提唱し、2021年6月には同ユニットの具
体的構想を発表した。また、2022年11月、EUの市民と
インフラの保護能力強化などのための「EUサイバー防
衛政策」を発表している。

英国は、2021年12月に公表した国家サイバー戦略に
おいて、敵対勢力の探知・阻止・抑止など5つの戦略的
目標を掲げたほか、今後3年間でサイバー分野に26億
ポンドを投資することを表明している。

組織面では、2016年10月に、国のサイバーインシデ
ントに対応し、官民のパートナーシップを推進するた
め、国家サイバーセキュリティセンター（N

National Cyber Security Centre
CSC）を政

府通信本部（G
Government Communications Headquarters

CHQ）に新設した。また、2020年6月に
軍のネットワーク防護を担当する「第13通信連隊」を発
足した。同年11月には、国家サイバー部隊（N

National Cyber Force
CF）の設

立を公表しており、重大犯罪の予防、敵武器システムの
妨害などの活動を行うため、GCHQ、国防省などの人員
を集約している。

フランスは、2017年5月に統合参謀本部隷下にサイ
バー防衛軍を発足させている。2021年9月にはパルリ軍
事相（当時）が、同国に対するサイバー攻撃の増加と深
刻さを指摘し、2025年までに同軍の人員を約5,000名
規模の人員に増強し、サイバー防衛能力を強化するとし
ている。

NATO主催のサイバー防衛演習「サイバー・コアリション2022」の様子	
【NATO	HP】
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	第4節	 電磁波領域をめぐる動向
	 11	 電磁波領域と安全保障

電磁波は、テレビや携帯電話、GPSなど日常の様々な
用途で利用されている。軍事分野においては、指揮統制
のための通信機器、敵の発見のためのレーダー、ミサイ
ルの誘導装置などに使用されており、電磁波領域におけ
る優勢を確保することは、現代の作戦において必要不可
欠なものになっている。電磁波領域を利用して行われる
活動には「電子戦」と「電磁波管理」があり、電子戦の手
段や方法は一般的に、「電子攻撃」、「電子防護」及び「電
子戦支援」の3つに分類される。

図表Ⅰ-4-4-1（防衛分野における電磁波領域の使用）

「電子攻撃」は、強力な電磁波や相手の発する電磁波を
よそおった偽の電磁波を発射することなどにより、相手
の通信機器やレーダーから発せられる電磁波を妨害し、
通信や捜索能力を低減または無効化することとされる。
電磁波妨害（ジャミング）、電磁波欺まんのほか、高出力
の電磁波（レーザーやマイクロ波など）による対象の物
理的な破壊も含まれる。

1節2項（2）（高出力エネルギー技術）

「電子防護」は、相手から探知されにくくすることや、
通信機器やレーダーが電子攻撃を受けた際、使用する電
磁波の周波数の変更や、出力の増加などにより、相手の
電子攻撃を低減・無効化することをいう。
「電子戦支援」は、相手の使用する電磁波に関する情報

を収集する活動とされる。電子攻撃・電子防護を効果的
に行うためには、平素から相手の通信機器やレーダー、
電子攻撃機がどのような電磁波をどのように使用してい
るかを把握・分析しておく必要がある。
「電磁波管理」は、戦域における電磁波の使用状況を把

握し、電磁波の干渉が生じないよう、味方の部隊や装備
品が使用する電磁波について、使用する周波数、発射す
る方向、使用時間などを適切に調整する活動とされる。

主要国は、電子攻撃をサイバー攻撃などと同様に敵の
戦力発揮を効果的に阻止する非対称的な攻撃手段として
認識している。また、電子攻撃を含む電子戦能力を重視
し、その能力を向上させているとみられる。

Ⅲ部1章4節6項（電磁波領域での対応）

図表Ⅰ-4-4-1 防衛分野における電磁波領域の使用

周波数：低い
波　長：長い

電磁波
3THz 400THz 790THz 30PHz 3EHz

周波数：高い
波　長：短い

赤外線 可視光 紫外線 X線、γ線など電波

電波：通信、レーダー 可視光線：偵察衛星 レーザー（電磁波の増幅・放射）赤外線：ミサイルの誘導

	 22	 電子戦に関する各国の取組

1　米国及び欧州
米国は、電磁スペクトラムにおける優勢の獲得を積極

的に達成するという構想のもと、電子戦に関する訓練や
装備品の充実を図るとともに、同盟国との連携を強化す
るとしている。また、2020年10月に米国防省が公表し

 参照

 参照  参照
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た「電磁スペクトラム優勢戦略」において、電磁スペク
トラムの行動の自由を確保することが、あらゆる領域で
の作戦を成功させるうえで重要との認識を示している。

電子戦装備を活用した軍事作戦として、2019年7月
に、ホルムズ海峡上空において電子攻撃能力を有すると
される対無人機妨害システム「L

Light Marine Air Defense Integrated System
MADIS」を用いてイラ

ン無人機を墜落させたとの指摘がある。
米軍の組織においては、2021年9月に陸軍は、宇宙・

サイバー・電子戦機能などを有するマルチドメイン部隊
をドイツに配備したことを公表している。また、空軍は
2021年6月、第350スペクトラム戦航空団を新編し、空
軍の電子戦の運用、保守、技術的知見を提供している。

NATO加盟国の多くも、ロシア軍の電子戦装備を念
頭に、厳しい電子戦環境下での使用を前提とする装備品
を開発しているほか、電子戦を主眼においた訓練を行っ
ているとされる1。例えば、2022年11月、NATOは、電
磁スペクトラムにおける同盟国との相互運用性強化を目
的とした電子戦演習「ダイナミック・ガード22-2」を実
施している。

2　中国
中国は、サイバー戦を含む電子的要素と物理的破壊な

どの非電子的要素を統合指揮のもとにおくという構想を
掲げているとされる2。また、その電子戦戦略は、敵の電
子機器を抑制、劣化、破壊及び欺まんすることに重点を
置いているとも指摘されている3。そのうえで、複雑な電
磁環境下において効果的に任務を遂行できるよう、平素
から対抗演習形式による訓練を実施しており、実戦的な
能力を向上させている。また、中国軍は、このような訓
練の機会を捉え、電子戦兵器の研究開発成果を評価して
いると指摘されている4。なお、軍全体の作戦遂行能力の
向上のために、2015年末に設立された「戦略支援部隊」
が電子戦・サイバー・宇宙などの分野を担当していると

1	 「Jane’s	International	Defense	Review」2018年4月号「All	quiet	on	the	eastern	front：EW	in	Russia’s	new-generation	warfare」による。
2	 英国国際戦略研究所「ミリタリー・バランス2019」による。
3	 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2022年）による。
4	 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2022年）による。
5	 2018年5月の戦略国際問題研究所「An	Accounting	of	China’s	Deployments	to	the	Spratly	Islands」による。
6	 エストニア国防省「Russia’s	Electronic	Warfare	Capabilities	to	2025」による。
7	 「Jane’s	International	Defence	Review」2018年4月号「All	quiet	on	the	eastern	front：EW	in	Russia’s	new-generation	warfare」による。

される。
わが国周辺においては、Tu-154情報収集機やY-8電

子戦機などが南西諸島周辺や日本海上空を飛行したこと
が確認されている。また、2022年4月には、Y-9電子戦
機が太平洋を飛行している。南シナ海においては、南沙
諸島ミスチーフ礁に電波妨害装置を展開したと指摘され
ている5。また、同年1月、J-16D電子戦機が台湾南西空
域に進入している。

3　ロシア
ロシアは、「軍事ドクトリン」において、電子戦装備を

現代の軍事紛争における重要な装備の一つと位置づけて
いる。また、2021年4月の軍機関紙の寄稿記事によれ
ば、情報通信技術の発達した先進諸国の技術的優位性に
対し、電子戦技術の向上及び装備の拡充により、部隊の
指揮及び兵器の誘導における優位を確保するとしてい
る。2022年9月の「ヴォストーク2022」軍事演習にお
いて、電子戦機材を用いた演練を行ったと指摘されてお
り、近年ではその実戦的な能力の向上が指摘されてい
る6一方、ウクライナ侵略においては事前に予想されて
いたほどの効果を発揮しなかったものとみられている。

ロシアの電子戦部隊は、地上軍を主力とし、軍全体で
5個電子戦旅団が存在しているとされており7、多種類の
電子戦装備を保有している。また、電子戦装備品を一元
的に統制する電子戦システム「ブイリーナ」や、周囲約
1,000kmに所在する無線通信及び電子偵察システムを
妨害可能とされる「パランティン」など、人工知能を搭
載した電子戦システムの開発・配備を進めている。

わが国周辺においては、2021年12月、IL-20情報収
集機が太平洋に進出したほか、2022年5月、中露両国の
爆撃機が共同飛行を行った際にも、IL-20情報収集機が
日本海で活動していたことが確認されている。
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	第5節	 海洋をめぐる動向

1	 「国連海洋法条約（UNCLOS）」（正式名称「海洋法に関する国際連合条約」）は、海洋法秩序に関する包括的な条約として1982年に採択され、1994年に発
効した（わが国は1996年に締結）。

2	 本行動基準は法的拘束力を有さず、国際民間航空条約の附属書や国際条約などに優越しない。

わが国は、四方を海に囲まれた海洋国家であり、エネ
ルギー資源の輸入を海上輸送に依存していることから、
海上交通の安全確保は国家存立のために死活的に重要な
課題である。また、国際社会にとっても、国際的な物流
を支える基盤としての海洋の安定的な利用の確保は、重
要な課題であると認識されている。

一方、海洋においては、既存の国際秩序とは相容れな
い独自の主張に基づいて自国の権利を一方的に主張し、
または行動する事例がみられ、「公海自由の原則」が不当
に侵害される状況が生じている。また、中東地域におけ
る船舶を対象とした攻撃事案などや、各地で発生してい
る海賊行為は、海上交通に対する脅威となっている。

	 11	 「公海自由の原則」などをめぐる動向
国連海洋法条約（U

United Nations Convention on the Law of the Sea
NCLOS）1は、公海における航行の

自由や上空飛行の自由の原則を定めている。しかし、わ
が国周辺、特に東シナ海や南シナ海をはじめとする海空
域などにおいては、中国が既存の国際秩序とは相容れな
い主張に基づき、自国の権利を一方的に主張し、または
行動する事例が多くみられるようになっており、これら
の原則が不当に侵害されるような状況が生じている。ま
た、関連する国連安保理決議に違反することはもとよ
り、航空機や船舶の安全確保の観点からも問題となり得
るなど、北朝鮮による日本海や太平洋への度重なる弾道
ミサイル発射は、わが国、地域及び国際社会の平和と安
全を脅かすものである。

3章2節2項6（海空域における活動）、3章4節1項
3（大量破壊兵器・ミサイル戦力）

こうした海洋及び空の安定的利用の確保に対するリス
クとなるような行動事例が多数みられる一方で、近年、
海洋及び空における不測の事態を回避・防止するための
取組も進展している。まず、わが国と中国との間では、
2018年5月の日中首脳会談において、自衛隊と人民解
放軍の艦船・航空機による不測の衝突を回避することな

どを目的とする「日中防衛当局間の海空連絡メカニズム」
の運用開始で正式に一致し、同年6月にその運用を開始
した。

多国間の取組としては、2014年4月、日米中を含む西
太平洋海軍シンポジウム（W

Western Pacific Naval Symposium
PNS）参加国海軍は、各国

海軍の艦艇及び航空機が予期せず遭遇した際の行動基準
（安全のための手順や通信方法など）を定めた「洋上で不
慮の遭遇をした場合の行動基準（C

Code for Unplanned Encounters at Sea
UES）」2につき一致し

た。また、同年11月、米中両国は、軍事活動にかかる相
互通報措置とともに、CUESなどに基づく海空域での衝
突回避のための行動原則について合意したほか、2015
年9月には、航空での衝突回避のための行動原則を定め
た追加の付属書に関する合意を発表した。さらに、
ASEANと中国との間では、「南シナ海に関する行動規範

（C
Code of the Conduct of Parties in the South China Sea

OC）」の策定に向けた公式協議が行われてきている。
こうした、海洋及び空における不測の事態を回避・防

止するための取組が、既存の国際秩序を補完し、今後、
中国を含む関係各国は緊張を高める一方的な行動を慎
み、法の支配の原則に基づき行動することが強く期待さ
れている。

	 22	 海洋安全保障をめぐる各国の取組
（1）中東地域における海洋安全保障

中東地域においては、近年、船舶を対象とした攻撃事
案などが断続的に発生している。

例えば、ホルムズ海峡及びその周辺海域においては、

2019年5月以降、民間のタンカーへの攻撃事案などが
発生している。米国とイランの関係をはじめとして、中
東地域において高い緊張状態が継続する中、現在、航行
の安全を確保するための取組として、米国やフランスの
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イニシアチブのもとでそれぞれ活動が行われている。
3章10節1項2（湾岸地域情勢）

（2）海賊
各地で発生している海賊行為は、海上交通に対する脅

威となっている。近年の全世界の海賊・海上武装強盗事
案（以下「海賊事案」という。）発生件数3は、2010年の
445件をピークに減少傾向にある（2022年は115件。）。

これはソマリア沖・アデン湾の海賊事案発生件数の減
少に大きく依拠しているといえる。ソマリア沖・アデン
湾における海賊事案発生件数については2008年から急
増し、2011年には237件と全世界の発生件数の半数以
上を占めるにいたり、船舶航行の安全に対する脅威とし
て大きな国際的関心を集めた。一方、近年は、わが国を
含む国際社会の様々な取組の結果、ソマリア沖・アデン
湾における海賊事案の発生件数は低い水準で推移してい
る（2022年は0件。わが国の取組についてはⅢ部3章2
節2項（海賊対処への取組）参照。）。

ソマリア沖・アデン湾における国際的な海賊対処の取
組としては、まず、バーレーンに本部を置く米軍主導の
連合海上部隊4が設置した多国籍部隊である、第151連
合任務群による海賊対処活動があげられ、これまでに米
国、オーストラリア、英国、トルコ、韓国、パキスタンな

3	 本文における海賊事案発生件数は、国際商業会議所（I
International Chamber of Commerce

CC）国際海事局（I
International Maritime Bureau
MB）のレポートによる。

4	 米中央軍の隷下で海洋における安全、安定及び繁栄を促進することを目的として活動する多国籍部隊。34か国の部隊が参加しており、連合海上部隊司令官
は米第5艦隊司令官が兼任している。インド洋及びオマーン湾における海洋安全保障のための活動を任務とする第150連合任務部隊、海賊対処を任務とす
る第151連合任務群、ペルシャ湾における海洋安全保障のための活動を任務とする第152連合任務部隊、紅海からアデン湾にかけての海洋安全保障及び
能力構築のための活動を任務とする第153連合任務部隊（2022年4月発足）の4つの連合任務部隊で構成されており、第151連合任務群には自衛隊の部
隊も参加している。

5	 北極評議会の議長国は、2021年5月から2年間、ロシアが務めることとなっていたが、ロシア以外の北極圏国7か国は2022年3月、ロシアによるウクラ
イナ侵略を受け、ロシアが議長国を務める北極評議会の全ての会合への参加を一時的に停止する旨を発表した。

どが参加し、ゾーンディフェンスなどによる海賊対処活
動を実施している。また、EUは、2008年12月から海賊
対処活動「アタランタ作戦」を行っている。同作戦は、各
国から派遣された艦艇や航空機が船舶の護衛やソマリア
沖における監視などを行うもので、2024年末まで実施
することが決定されている。

さらに、前述の枠組みに属さない各国の独自の活動も
行われており、例えば中国は、2008年12月以降、ソマ
リア沖・アデン湾に海軍艦艇を派遣し、海賊対処活動を
行っている。

こうした国際的な取組などにより、ソマリア沖・アデ
ン湾における海賊事案の発生件数は低い水準で推移して
いる。しかし、ソマリア国内の不安定な治安や貧困と
いった海賊を生み出す根本的な原因はいまだ解決してい
ない。

またアフリカでは、ギニア湾において海賊事案が発生
（2022年は19件）しており、国際社会は同地域におけ
る海賊などの問題への取組を継続している。

東南アジア海域における2022年の海賊事案発生件数
は58件であった。特に、2019年以降はシンガポール海
峡における事案が増加しており、2022年は世界で報告さ
れた海賊事案件数の三分の一を占めるにいたっているが、
いずれも備品の窃盗といった軽微な性質のものである。

	 33	 北極海をめぐる動向
北極海では、近年、海氷の減少にともない、北極海航

路の利活用や資源開発などに向けた動きが活発化してい
る。カナダ、デンマーク、フィンランド、アイスランド、
ノルウェー、ロシア、スウェーデン及び米国の8か国か
らなる北極圏国は1996年、北極における持続可能な開
発、環境保護といった共通の課題についての協力などの
促進を目的とし、北極評議会を設立した5。

安全保障の観点からは、北極海は従来、戦略核戦力の
展開または通過海域であったが、近年の海氷の減少によ

り、艦艇の航行が可能な期間及び海域が拡大しており、
将来的には、海上戦力の展開や、軍の海上輸送力などを
用いた軍事力の機動展開に使用されることが考えられ
る。こうした中、軍事力の新たな配置などを進める動き
もみられる。

ロシアは、北極圏における国益擁護のための体制の構
築を推進しており、各種政策文書において、北極圏にお
けるロシアの権益及びそれらの権益擁護のためのロシア
軍の役割を明文化している。また、ロシアはヤマル半島
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などで液化天然ガス開発に取り組んでおり、2018年に
は、ヤマル半島で生産された液化天然ガスが、初めて北
極海航路を通って中国に運ばれた。また、軍事面では、
北極圏沿岸部にレーダー監視網の整備を進めているほ
か、飛行場の再建や地対空・地対艦ミサイルの配備が進
められている。さらに、こうした軍事施設の整備に加え、
SSBNによる戦略核抑止パトロールや長距離爆撃機によ
る哨戒飛行を実施するなど、北極における活動を活発化
させている。

3章5節3項5（ロシア軍の動向（全般））

米国は、2022年10月に発表した「北極圏国家戦略」
において、北極圏でのロシアや中国との戦略的競争が激
化しているとの認識を示した6。また、安全保障面では、
北極圏における米国の利益を守るために必要な能力を強
化することによって米国本土と同盟国に対する脅威を抑
止するとともに、同盟国やパートナーと共通のアプロー
チを調整し、意図しないエスカレーションのリスクを軽
減するとしている。また、米国は、訓練目的で2017年以
降ノルウェーに毎年6か月間ローテーション展開させて
きた米海兵隊部隊について、2020年10月以降は、訓練

6	 ロシアについては、過去10年間、北極圏における軍事的プレゼンスに多大な投資を行う一方、北極圏における新たな経済基盤を整備し、北極海航路での過
度の領海権主張により、航行の自由を束縛する試みを実施しているとの認識を示した。また、ロシアによるウクライナ侵略は、北極圏でも地政学的緊張を
高め、意図しない紛争の新たなリスクとなり、協力を妨害しているとも指摘している。中国については、経済、外交、科学、軍事活動の拡大を通じて、北極
圏における影響力を高め、より大きな役割を果たす意向を強調しているとの認識を示した。また、過去10年間、中国は重要な鉱物資源の採掘を中心に投資
を倍増させ、北極圏での軍事利用のためのデュアルユース研究を実施しているとも指摘している。

7	 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2019年）による。
8	 ロシアが北極において軍備増強を進展させているほか、中国などのアクターが様々な分野での北極における関心の高まりを見せていると指摘している。

に合わせてより短期間に、より大規模なものを含む兵員
を派遣する形式に変更した。2018年10月には、27年ぶ
りに空母を北極圏に進出させ、ノルウェー海で航空訓練
などを実施したほか、2020年5月には、米英の艦船が冷
戦終結後初めてバレンツ海で活動した。また、2021年3
月にはB-1爆撃機を北極圏内に初着陸させ、2022年3
月には、米海軍が北極圏における演習「アイスエックス
2022」を実施し、ロサンゼルス級原子力潜水艦を参加さ
せるとともに、カナダ海・空軍及び英国海軍が参加した。

北極圏国以外では、日本、中国、韓国、英国、ドイツ、
フランスなどを含む13か国が北極評議会のオブザー
バー資格を有している。中国は、北極海に対して積極的
に関与する姿勢を示しており、科学調査活動や商業活動
を足がかりにして、北極海において軍事活動を含むプレ
ゼンスを拡大させる可能性も指摘されている7。

3章2節2項6（海空域における活動）

そのほか、EUは2021年10月、外交・安保に特化し
た項目が初めて明記された「北極に関する共同コミュニ
ケーション」を公表した8。
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	第6節	 大量破壊兵器の移転・拡散

1	 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2022年）による。

核・生物・化学（N
Nuclear, Biological and Chemical

BC）兵器などの大量破壊兵器やそ
の運搬手段である弾道ミサイルの移転・拡散は、冷戦後
の大きな脅威の一つとして認識され続けてきた。また近
年は、国家間の競争や対立が先鋭化し、国際的な安全保

障環境が複雑で厳しいものとなる中で、軍備管理・軍
縮・不拡散といった共通課題への対応において、国際社
会の団結が困難になっていくことが懸念される。

	 11	 核兵器
キューバ危機（1962年）など米ソ間の全面核戦争の危

険性が認識される中で、1970年に核兵器不拡散条約
（N

Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons
PT）が発効した。同条約のもと、1966年以前に核爆

発を行った国（米ソ英仏中（当時）。仏中のNPT加入は
1992年）以外の国の核兵器保有が禁じられ、相互交渉に
よる核戦力の軍備管理・軍縮が行われることとなった。

2023年1月現在、NPTは191の国と地域が締結して
いるが、例えばインド、イスラエル及びパキスタンは依
然として非核兵器国としての加入を拒んでいるほか、こ
れまで核実験を繰り返し、核兵器の開発・保有を宣言し
てきた北朝鮮は、2022年9月に核兵器の使用条件など
を規定する法令を採択し、絶対に核を放棄しない旨表明

した。
米露間の核戦力については、2021年1月、両国が新戦

略兵器削減条約（新S
Strategic Arms Reduction Treaty

TART）の5年間延長に合意したが、
ロシアが核兵器による威嚇ともとれる言動を繰り返しな
がらウクライナ侵略を継続している中、2022年11月に
は同条約の枠組みにおける両国間の協議が延期され、翌
2023年2月にはロシア側が履行の停止を発表した。

また、米国は、中国も含む形での軍備管理枠組みを追
求する意向を示しているが、中国は米露間の枠組みに参
加する意思はない旨を繰り返し主張している。同時に中
国は核戦力の拡大を継続しているとされ、2035年までに
1,500発の核弾頭を保有する可能性も指摘されている1。

図表Ⅰ-4-6-1 各国の核弾頭保有数とその主要な運搬手段

米　　国 ロシア 英　　国 フランス 中　　国

ミ
サ
イ
ル

ICBM
（大陸間弾道
ミサイル）

400基
ミニットマンⅢ� 400

339基
SS-18� 46
SS-19� 26
SS-25� 9
SS-27（単弾頭）� 78
SS-27（多弾頭）� 117
SS-27（Yars-S、多弾頭）� 63

― ―

130基
DF-5（CSS-4）� 20
DF-31（CSS-10）� 86
DF-41� 24

IRBM
MRBM ― ― ― ―

214基
DF-4（CSS-3）� 10
DF-26� 110
DF-21（CSS-5）� 70
DF-17（CSS-22）� 24

SLBM
（潜水艦発射
弾道ミサイル）

280基
トライデントD-5� 280

176基
SS-N-23� 96
SS-N-32� 80

48基
トライデントD-5� 48

64基
M-51� 64

72基
JL-2（CSS-N-14）/
JL-3（CSS-NX-20）� 72

弾道ミサイル搭載�
原子力潜水艦 14 11 4 4 6

航空機
66機
B-2� 20
B-52� 46

76機
Tu-95（ベア）� 60
Tu-160（ブラックジャック）� 16

―
40機
ラファール� 40

104機
H-6K� 100
H-6N� 4

弾頭数 3,708 4,477（うち戦術核1,912） 180-225 290 350

（注）1　資料は、ミリタリー・バランス（2023）、SIPRI	Yearbook	2022などによる。
2　	2022年9月、米国は米露間の新戦略兵器削減条約（新START）を踏まえた2022年9月1日現在の数値として、米国の配備戦略弾頭は1,420発、配備運搬手段は659基・
機であり、ロシアの配備戦略弾頭は1,549発、配備運搬手段は540基・機であると公表した。ただし、SIPRI	Yearbook	2022によれば、2022年1月時点で米国の核弾
頭のうち、配備数は1,744発（うち戦術核100発）であり、ロシアの配備弾頭数は1,588発とされている。

3　2021年3月における英国の「安全保障、国防、開発、外交政策の総合的見直し」（Integrated	Review）は、核弾頭の保有上限数を260発以下にするとしている。
4　	なお、SIPRI	Yearbook	2022によれば、インドは160発、パキスタンは165発、イスラエルは90発、北朝鮮は約20発（全体としては45～55発分の核弾頭を生産するだ
けの核分裂性物質を貯蔵）の核弾頭を保有しているとされている。

185 令和5年版	防衛白書

第6節 大量破壊兵器の移転・拡散

第
4
章

宇
宙
・
サ
イ
バ
ー
・
電
磁
波
の
領
域
や
情
報
戦
な
ど
を
め
ぐ
る
動
向
・
国
際
社
会
の
課
題
な
ど

第
Ⅰ
部

防衛2023_1-4-06.indd   185防衛2023_1-4-06.indd   185 2023/06/23   9:20:302023/06/23   9:20:30



パワーバランスの歴史的変化と地政学的競争の激化に
伴い、冷戦後の国際秩序が重大な挑戦に晒されている中
で、今後核戦力に関する実効的な軍備管理・軍縮枠組み
が構築されていくのか、関連動向を注視していく必要が

2	 相手の弱点をつくための攻撃手段であって、在来型の手段以外のもの。大量破壊兵器、弾道ミサイル、テロ、サイバー攻撃など。
3	 米国防省「中華人民共和国の軍事及び安全保障の進展に関する年次報告」（2022年）による。

ある。
図表Ⅰ-4-6-1（各国の核弾頭保有数とその主要な運
搬手段）

	 22	 生物・化学兵器
生物・化学兵器は、比較的安価で製造が容易であるほ

か、製造に必要な物資や技術の多くが軍民両用であり容
易に偽装ができるなど、非対称的な攻撃手段2を求める
国家やテロリストなどの非国家主体による開発・取得が
特に懸念される。

生物兵器は、①製造が容易で安価、②暴露から発症ま
でに通常数日間の潜伏期間が存在、③使用されたことの
認知が困難、④実際に使用しなくても強い心理的効果を
与える、⑤種類及び使用される状況によっては、膨大な
死傷者を生じさせるといった特性を有する。

化学兵器について、化学兵器禁止条約（C
Chemical Weapons Convention

WC）に加

盟せず、現在も保有しているとされる主体として、例え
ば、北朝鮮がある。また、1995年のわが国における地下
鉄サリン事件などは、都市における大量破壊兵器による
テロの脅威を示した。最近では、シリアのアサド政権に
よる化学兵器の使用や、ロシアによって開発された「ノ
ビチョク」類が使用されたとされる反体制派指導者毒殺
未遂事件などが指摘されている。

2022年には、米国防省が公表した報告書において、
中国による生物兵器禁止条約（B

Biological Weapons Convention
WC）やCWCで定め

られた義務の遵守に対する懸念が示されている3。

	 33	 弾道ミサイルなど
弾道ミサイルは、放物線状に飛翔する、ロケットエン

ジン推進のミサイルで、長距離の目標を攻撃することが
可能であり、大量破壊兵器の運搬手段としても使用され
る。また、高角度、高速で落下するなどの特徴を有し、有
効に対処するには極めて精度の高い迎撃システムが必要
である。さらに、近年、操舵翼を用いて姿勢を制御する
ことで、通常の弾道ミサイルよりも低高度を変則的な軌
道で飛翔し、早期探知や迎撃を困難にする弾道ミサイル

が登場するなど、弾道ミサイル関連技術は急速に変化・
進展してきている。

図表Ⅰ-4-6-2（弾道ミサイルの分類）

武力紛争が続いている地域に弾道ミサイルが配備され
た場合、地域の緊張をさらに高め、さらなる不安定化を
もたらす危険性も有している。さらに弾道ミサイルは、
通常戦力において優る国に対する遠距離からの攻撃や威

い

嚇
かく

の手段としても利用される。
こうした弾道ミサイルの脅威に加え、テロリストなど

の非国家主体にとっても入手が比較的容易で、拡散が危
惧される兵器として、巡航ミサイルの脅威も指摘される。
巡航ミサイルは、弾道ミサイルに比べ、製造コストが安
く、維持、訓練も容易で、多くの国が製造又は改造を
行っている。また、命中精度が比較的高く、飛翔時の探
知が困難なものや、弾道ミサイルに比して小型で、船舶
などに隠

いん
匿
とく

して、密かに攻撃対象に接近することが可能
なものもあり、弾頭に大量破壊兵器が搭載された場合
は、深刻な脅威となる。

 参照

 参照

図表Ⅰ-4-6-2 弾道ミサイルの分類

区分 射程
短距離弾道ミサイル
（Short-Range�Ballistic�Missile,�SRBM） 約1,000km未満

準中距離弾道ミサイル
（Medium-Range�Ballistic�Missile,�MRBM）

約1,000km以上
～約3,000km未満

中距離弾道ミサイル
（Intermediate-Range�Ballistic�Missile,�IRBM）

約3,000km以上
～約5,500km未満

大陸間弾道ミサイル
（Intercontinental�Ballistic�Missile,�ICBM） 約5,500km以上

※	このほか、潜水艦から発射する弾道ミサイルは、SLBM（Submarine-Launched	
Ballistic	Missile）、空母をはじめとする艦艇への攻撃のために必要となる弾頭
部の精密誘導機能を有する弾道ミサイルは対艦弾道ミサイル（ASBM：Anti-
Ship	Ballistic	Missile）と呼称されている。
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	 44	 大量破壊兵器などの移転・拡散の懸念の拡大
自国防衛の目的で購入・開発を行った兵器であって

も、国内生産が軌道に乗ると、輸出が可能になり移転さ
れやすくなることがある。例えば、通常戦力の整備に資
源を投入できないため、これを大量破壊兵器などによっ
て補おうとする国家に対し、政治的なリスクを顧みない
国家から、大量破壊兵器やその技術などの移転が行われ
ている。大量破壊兵器などを求める国家の中には、自国
の国土や国民を危険にさらすことに対する抵抗が小さ
く、また、その国土において国際テロ組織の活発な活動
が指摘されているなど、政府の統治能力が低いものもあ
る。こうした場合、一般に大量破壊兵器などが実際に使
用される可能性が高まると考えられる。

さらに、このような国家では、関連の技術や物質の管
理体制にも不安があることから、化学物質や核物質など
が移転・流出する可能性が高いことが懸念されている。
例えば、技術を持たないテロリストであっても、放射性
物質を入手しさえすれば、これを散布し汚染を引き起こ
すことを意図するダーティボムなどをテロの手段として
活用する危険があり、テロリストなどの非国家主体によ
る大量破壊兵器の取得・使用について、各国で懸念が共
有されている。

大量破壊兵器などの関連技術の拡散はこれまでに多数
指摘されている。例えば、2004年2月には、パキスタン
のカーン博士らにより北朝鮮、イラン及びリビアに主に
ウラン濃縮技術を中心とする核関連技術が移転されたこ
とが明らかになった。

運搬手段となる弾道ミサイルについても、移転・拡散
が顕著であり、旧ソ連などがイラク、北朝鮮、アフガニ
スタンなど多数の国・地域にスカッドBを輸出したほ
か、中国によるDF-3（CSS-2）、北朝鮮によるスカッド
の輸出などを通じて、現在、相当数の国などが保有する
に至っている。

北朝鮮は1980年代から90年代にかけて、外部からの
各種資材・技術の移転により、発射実験をほとんど行う
ことなく弾道ミサイル開発を進展させたとみられるが、
一方で外貨獲得のために技術や通常兵器、W

Weapons of Mass Destruction
MDサプラ

イチェーンのための物品の拡散源であり続けているとも
指摘されており、例えば、イラン、シリア、ミャンマーと
いった国々との間で、武器取引や武器技術移転を含む軍
事分野での協力が伝えられている。

こうした動きに対する国際社会の断固たる姿勢は、大
量破壊兵器などの移転・拡散に関与する国への大きな圧
力となり、一部の国に国際機関の査察を受け入れさせる
といった結果にもつながっている。一方、近年では懸念
国が大量破壊兵器などを国外に不正輸出する際に、書類
偽造や輸送経路の多様化などによって巧妙に国際的な監
視を回避しつつ、移転を継続していると指摘されている。
また、懸念国が、先進国の主要企業や学術機関などに派
遣した自国の研究者や留学生などを通じて、大量破壊兵
器などの開発・製造に応用しうる先端技術を入手する、
無形技術移転も懸念されている。
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	第7節	 気候変動が安全保障環境や軍に与える影響
	 11	 気候変動が与える影響

各国軍は、気候変動に影響されずに活動を継続するた
めの抗たん性確保に努めるとともに、気候変動に伴い発
生する安全保障上の危機への対応に向けた取組を進めて
いる。

気候変動の影響は、地域的に一様ではない。また、気
象や環境の分野にとどまらず、社会や経済を含む多岐に
わたる分野に及ぶものと考えられている。世界は2022
年も前例のない熱波、大雨、干ばつ、熱帯低気圧のよう
な極端な気象現象を経験し、気候変動が安全保障に与え
る様々な影響を強く認識するようになっている。

例えば、気候変動による複合的な影響に起因する水、
食料、土地などの不足は、限られた土地や資源を巡る争
いを誘発・悪化させるほか、大規模な住民移動を招き、
社会的・政治的な緊張や紛争を誘発するおそれがあると
考えられている。

また、広範にわたる気候変動の影響は、国家の対応能
力にさらなる負荷をかけるとされる。特に、政治・経済
上の問題を抱える国家の安定性を揺るがしかねず、不安
定化した国家に対し、軍の活動を含む国際的な支援の必
要性が高まるものと指摘されている。例えば、2022年、
パキスタンでは記録的な大雨により大規模な洪水が発生
し、国土の3分の1が水没した。これに対し、パキスタン
軍が救援・救助活動を行ったほか、米中央軍が救命人道
物資の空輸を実施した。多くの死傷者及び被災者が発生
したことに加え、300億ドル以上とされる被害・経済的
損失と、復興への負担は、新型コロナウイルス感染症の
影響もあり景気低迷が続く同国の経済危機に追い打ちを
かけており、国際的な支援が求められている。

さらに、北極海では、海氷の融解により航路として使
用可能となる機会が増大するとともに、海底資源へのア
クセスが容易になるとみられることなどから、沿岸国が
海洋権益の確保に向けて大陸棚の延長を主張するための

海底調査に着手しているほか、北極海域における軍事態
勢を強化する動きもみられる。

5節3項（北極海をめぐる動向）

雪氷の融解に関しては、黄河、長江、メコン川、インダ
ス川、プラマプトラ川など、アジアにおける多くの大河
の源流であるチベット高原において氷河の融解が及ぼす
影響についても注目を要する旨が指摘されている。

このほか、温室効果ガスの排出量の規制やジオエンジ
ニアリング（気候工学）の活用、脱炭素の動きに伴うレア
アースなどの資源の国際需要構造の変化などをめぐり、
国家間における緊張が高まる可能性も指摘されている。

気候変動による各国軍に対する直接的な影響として
は、災害救援・人道復興支援活動などの任務に軍隊が出
動する機会が増大するとともに、過酷な環境下で活動す
る軍の要員の身体に悪影響を与え得るとされる。また、
気温の上昇や異常気象、海面水位の上昇などは、軍の装
備や基地、訓練施設などに対する負荷を増大させるとと
もに、軍事作戦への影響も指摘されている。加えて、軍
に対しても、温室効果ガスの排出削減を含む、より一層
の環境対策を要求する声が高まっている。

 参照

救助活動を行うパキスタン兵【パキスタン陸軍HP】
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	 22	 気候変動に対する取組

1	 特定の期間において、人為的に大気中に排出されたGHGと、人為的に除去されたGHGとの均衡が達成された状態をいう。
2	 大統領令14008「国内外における気候危機への取組」及び14057「連邦政府の持続可能性を通じたクリーンエネルギー産業と雇用の促進」では、各連邦機

関に対して気候適応計画と年次進捗報告書を作成し、気候適応と回復力を強化するために、各機関の行動を伝えることを求めている。この報告書は、年次
進捗報告書に該当し、2021年に公表された気候適応計画で示された取組において、国防省が取り組んだ重要なステップを要約したもの。

3	 発電所からの供給に頼らない、複数の発電源や負荷を管理するための制御装置を備えた、地域の電気システム。通常の電力網が停止した場合には、電力網
から切り離して独立して運用することが可能。

4	 米陸軍省「陸軍気候戦略実施計画	2023-2027年度」
5	 米国防省が公表した「FY2020作戦エネルギー年次報告書」によると、2020米会計年度に陸軍、海軍・海兵隊、空軍が作戦で使用したエネルギーは、それ

ぞれ国防省全体の10%、36%、53%となっている。
6	 例えば、米空軍は、民間企業と協力し、気流抵抗低減プロジェクトとして、空中輸送機KC-135のワイパーブレードの設計評価を行っており、水平設置から

垂直設置に変更することで、燃料節約になる可能性があることを確認している。また、NASAや業界パートナーと連携し、超効率的な航空機設計の試作に
取り組み、ブレンデッド・ウィング・ボディ機（翼と胴体が一体となった機体）の試作機の開発に取り組んでいる。

米国は、気候危機を対外政策及び国家安全保障の中心
に位置づけ、2050年にネット・ゼロ1を実現することを
目指し、気候変動への対応を加速させている。2022年、
国防省は気候適応計画進捗報告書2を公表したほか、陸
軍省・海軍省・空軍省は、気候変動に関する戦略文書な
どを相次いで公表した。

米陸軍省は、2022年2月、「陸軍気候戦略（A
Army Climate Strategy

CS）」を
発表した。気候変動による影響として、人道・災害対応
の需要の増大や陸軍の即応性への課題について言及する
とともに、二次的影響として、敵対者やその他の悪意あ
る攻撃者は、気候変動の影響により減少する資源を奪い
つつ、米国の国益を脅かす新たな機会を模索する可能性
があると指摘している。また、温室効果ガス（G

greenhouse gas
HG）の

排出を2030年までに2005年比で50%削減、2050年
までにネット・ゼロにするとし、施設へのマイクログ
リッド3 の導入や100%カーボンフリーな電力の供給、
電気自動車の配備などの目標を掲げている。2022年2
月には、主力装甲戦闘車であるブラッドレー装甲戦闘車
のハイブリッド型を公表した。さらに、同年10月には、
ACSが掲げる目標達成に向けて、今後5年間の具体的な
目標とタスクを設定し、個々の主管部署、達成期限、評
価指標、優先度及び必要経費を明確化した実施計画4を
発表した。

米海軍省は、2022年5月に「気候行動2030」を発表
した。気候危機は海軍・海兵隊が任務を遂行する能力を
直接的に脅かすと指摘したうえで、海軍省の喫緊の課題
は、気候変動に対応できる軍隊の構築であるとし、この
実現のため、気候変動に強靭な軍隊の構築と気候変動の
脅威軽減に取り組むとした。GHGの排出については、
2030年までに2008年比で65%削減し、2050年までに
ネット・ゼロを達成すると設定した。また、アルバニー

海兵隊兵站基地は、バイオマス蒸気タービンや埋立地ガ
ス発電機を含む革新的なエネルギー技術などにより、米
国防省の施設として初めて、電力の生産と消費における
ネット・ゼロを達成したことを公表している。

米国防省が排出するGHG5の内、最大の割合を占める
米空軍省は、2022年10月に発表した「気候行動計画」
において、気候変動が空軍及び宇宙軍に与える様々な影
響を指摘しつつ、空軍省自体が気候変動の一因となって
いることを理解していると記載した。また、航空燃料及
び航空機の動力となるエネルギーは、空軍省が使用する
エネルギーの80%以上を占めるとし、優先事項の一つ
であるエネルギー利用の最適化と代替エネルギーの追求
のため、産業界とも協力して新技術や新たな機体設計6

による航空燃料の使用量削減を目指し、小型原子炉の実
証試験などにも取り組んでいるとしている。

米国以外の国々も、気候変動への対応を推進している。
2022年4月、インドでは、国防相などに対し、インド

陸軍への導入に向けた電動車両（E
Electronic Vehicle

V）のデモンストレー
ションが行われた。インド国防省プレスリリースによる
と、ナラヴァネ陸軍参謀長（当時）は、輸送の未来はEV
であり、インド陸軍は、たとえ世界の軍隊がまだEVの
導入を検討しているとしても、この技術の採用の先駆者
となるべきと考えている、としている。

同年11月には、英空軍が、現役軍用機としては世界で
初めて、持続可能な航空燃料（S

Sustainable Aviation Fuel
AF）を100％使用した

ボイジャー空中給油機による試験飛行を完了させた。英
国防省によると、廃食用油由来のSAFを使用しており、
ライフサイクルにおけるCO₂排出量を最大80%削減で
きると同時に、英空軍のグローバルなサプライチェーン
への依存を低減し、抗たん性を向上させることが可能と
している。
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また、国を超えた協力も進められている。
NATOは、気候変動の安全保障における影響の理解

と適応の観点で、主導的な国際組織となることを目標と
している。2022年6月のマドリード首脳会合において
採択した新戦略概念では、気候変動は現代における決定
的な課題であり、NATOの安全保障に重大な影響を及
ぼすものであると指摘している。また、軍隊の活動方法
にも影響を及ぼすとして、気候変動を他の課題とともに
NATOの全ての中核的任務に統合し横断的に取り組む

ことの重要性を強調している。この会合に付随し、NATO
の同盟国やパートナーなどが参加する、初の「気候変動
と安全保障に関するハイレベル対話」を開催した。この
対話は、気候変動に関する国際的な協議を行うための年
次プラットフォームとなり、安全保障への影響に協調し
て取り組み、成功事例などを交換する予定としている。

このように気候変動問題は各国にとって優先順位の高
い課題として認識され、直接・間接の影響を受ける国防
省・軍もあらゆるレベルで対処する姿勢を示している。
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	第1節	 わが国の安全保障を確立する方策

1	 一般的には、日米安保体制を基盤として、日米両国がその基本的価値及び利益をともにする国として、安全保障面をはじめ、政治及び経済の各分野で緊密
に協調・協力していく関係を意味する。

国家の独立は、国が政治、経
済、社会のあり方を自ら決定
し、その文化、伝統や価値観を
保つため、守らねばならないも
のである。また、平和と安全は、
国民が安心して生活し、国が繁
栄を続けていくうえで不可欠の
ものである。しかしながら、こ
れらは、願望するだけでは確保
できない。わが国自身の主体的、
自主的な努力が必要である。

国民の命や暮らしを守り抜く
うえで、まず優先されるべき
は、積極的な外交の展開である。
自由、民主主義、人権、法の支
配といった普遍的価値や原則を
重視しつつ、わが国と基本的な
価値や利益を共にする米国との間の日米同盟1を基軸と
し、多国間協力を推進していくことが不可欠である。

同時に、外交には、裏付けとなる防衛力が必要である。
戦略的なアプローチとして、「自由で開かれたインド太
平洋」（F

Free and Open Indo-Pacific
OIP）のビジョンの下での外交を展開するとと

もに、反撃能力の保有を含む防衛力の抜本的強化などを
進めていく。

わが国は、わが国だけで守れるものではない。もはや
どの国も一国では自国を守ることは困難な状況にある。
そのため、同盟国や同志国との連携が不可欠である。

わが国にとって望ましい安全保障環境を創出し、脅威
の発生を予防する観点から、インド太平洋地域や国際社
会の一員としての協力などの分野で防衛力が果たす役割
の重要性は増している。

わが国は、このような防衛力の役割を認識したうえ
で、外交や経済などの分野も含め、様々な分野における
努力を尽くすことにより、わが国の安全を確保するとと
もに、インド太平洋地域、ひいては世界の平和と安全を
目指している。

わが国の安全保障と	
防衛の基本的考え方第1章

観閲を行う岸田内閣総理大臣と浜田防衛大臣（国際観艦式）

193 令和5年版	防衛白書

第
1
章

わ
わ
わ
わ
わ
わ
わ
わ
わ
わ
わ
わ
わ
わ
わ
わ
わ
わ

わ

第
Ⅱ
部

防衛2023_2-1-01.indd   193防衛2023_2-1-01.indd   193 2023/06/23   9:22:262023/06/23   9:22:26



	第2節	 憲法と防衛政策の基本
	 11	 憲法と自衛権

わが国は、第二次世界大戦後、再び戦争の惨禍を繰り
返すことのないよう決意し、平和国家の建設を目指して
努力を重ねてきた。恒久の平和は、日本国民の念願であ
る。この平和主義の理想を掲げる日本国憲法は、第9条
に戦争放棄、戦力不保持、交戦権の否認に関する規定を
置いている。もとより、わが国が独立国である以上、こ
の規定は、主権国家としての固有の自衛権を否定するも
のではない。政府は、このようにわが国の自衛権が否定

されない以上、その行使を裏づける自衛のための必要最
小限度の実力を保持することは、憲法上認められると解
している。

このような考えに立ち、わが国は、憲法のもと、専守
防衛をわが国の防衛の基本的な方針として実力組織とし
ての自衛隊を保持し、その整備を推進し、運用を図って
きている。

	 22	 憲法第9条の趣旨についての政府見解

1　保持できる自衛力
わが国が憲法上保持できる自衛力は、自衛のための必

要最小限度のものでなければならないと考えられてい
る。その具体的な限度は、その時々の国際情勢、軍事技
術の水準その他の諸条件により変わり得る相対的な面が
あり、毎年度の予算などの審議を通じて国民の代表者で
ある国会において判断される。憲法第9条第2項で保持
が禁止されている「戦力」にあたるか否かは、わが国が
保持する全体の実力についての問題であって、自衛隊の
個々の兵器の保有の可否は、それを保有することで、わ
が国の保持する実力の全体がこの限度を超えることとな
るか否かにより決められる。

しかし、個々の兵器のうちでも、性能上専ら相手国国
土の壊滅的な破壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻
撃的兵器を保有することは、直ちに自衛のための必要最
小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場合に
も許されない。例えば、大陸間弾道ミサイル（I

Intercontinental Ballistic Missile
CBM）、

長距離戦略爆撃機、攻撃型空母の保有は許されないと考
えている。

2　憲法9条のもとで許容される自衛
の措置

2014年7月1日の閣議決定「国の存立を全うし、国民
を守るための切れ目のない安全保障法制の整備につい

て」において、次の3つの要件（「武力の行使」の三要件）
を満たす場合には、自衛の措置として、「武力の行使」が
憲法上許容されるべきであると判断するに至った。
①わが国に対する武力攻撃が発生したこと、又はわが国

と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、
これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自
由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危
険があること

②これを排除し、わが国の存立を全うし、国民を守るた
めに他に適当な手段がないこと

③必要最小限度の実力を行使すること
資料9（「国の存立を全うし、国民を守るための切れ
目のない安全保障法制の整備について」（平成26年
7月1日国家安全保障会議決定及び閣議決定））

3　自衛権を行使できる地理的範囲
わが国が自衛権の行使としてわが国を防衛するため必

要最小限度の実力を行使できる地理的範囲は、必ずしも
わが国の領土・領海・領空に限られないが、それが具体
的にどこまで及ぶかは個々の状況に応じて異なるので、
一概には言えない。

しかし、武力行使の目的をもって武装した部隊を他国
の領土・領海・領空に派遣するいわゆる海外派兵は、一
般に、自衛のための必要最小限度を超えるものであり、
憲法上許されないと考えられている。

 参照
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4　交戦権
憲法第9条第2項は、「国の交戦権は、これを認めな

い。」と規定しているが、ここでいう交戦権とは、戦いを
交える権利という意味ではなく、交戦国が国際法上有す
る種々の権利の総称であって、相手国兵力の殺傷と破
壊、相手国の領土の占領などの権能を含むものである。

一方、自衛権の行使にあたっては、わが国を防衛する

1	 原子力基本法第2条「原子力利用は、平和の目的に限り、安全の確保を旨として、民主的な運営の下に、自主的にこれを行うものとし……」
2	 NPT第2条「締約国である各非核兵器国は、……核兵器その他の核爆発装置を製造せず又はその他の方法によって取得しないこと……を約束する」
3	 軍に関する事項について、内閣の統制が及び得ない範囲が広かった。

ため必要最小限度の実力を行使することは当然のことと
して認められている。例えば、わが国が自衛権の行使と
して相手国兵力の殺傷と破壊を行う場合、外見上は同じ
殺傷と破壊であっても、それは交戦権の行使とは別の観
念のものである。ただし、相手国の領土の占領などは、
自衛のための必要最小限度を超えるものと考えられるの
で、認められない。

	 33	 基本政策
これまでわが国は、憲法のもと、専守防衛に徹し、他

国に脅威を与えるような軍事大国とならないとの基本理
念に従い、日米安保体制を堅持するとともに、文民統制
を確保し、非核三原則を守りつつ、実効性の高い統合的
な防衛力を効率的に整備してきている。

1　専守防衛
専守防衛とは、相手から武力攻撃を受けたときにはじ

めて防衛力を行使し、その態様も自衛のための必要最小
限にとどめ、また、保持する防衛力も自衛のための必要
最小限のものに限るなど、憲法の精神に則った受動的な
防衛戦略の姿勢をいう。

2　軍事大国とならないこと
軍事大国という概念の明確な定義はないが、わが国が

他国に脅威を与えるような軍事大国とならないというこ
とは、わが国は自衛のための必要最小限を超えて、他国
に脅威を与えるような強大な軍事力を保持しないという
ことである。

3　非核三原則
非核三原則とは、核兵器を持たず、作らず、持ち込ま

せずという原則を指し、わが国は国是としてこれを堅持
している。

なお、核兵器の製造や保有は、原子力基本法の規定で

も禁止されている1。さらに、核兵器不拡散条約（N
Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons

PT）
により、わが国は、非核兵器国として、核兵器の製造や
取得をしないなどの義務を負っている2。

4　文民統制の確保
文民統制は、シビリアン・コントロールともいい、民

主主義国家における軍事に対する政治の優先、又は軍事
力に対する民主主義的な政治による統制を指す。わが国
の場合、終戦までの経緯に対する反省もあり、自衛隊が
国民の意思によって整備・運用されることを確保するた
め、旧憲法下の体制3とは全く異なり、次のような厳格な
文民統制の制度を採用している。

国民を代表する国会が、自衛官の定数、主要組織など
を法律・予算の形で議決し、また、防衛出動などの承認
を行う。国の防衛に関する事務は、一般行政事務として、
内閣の行政権に完全に属しており、内閣を構成する内閣
総理大臣その他の国務大臣は、憲法上文民でなければな
らないこととされている。内閣総理大臣は、内閣を代表
して自衛隊に対する最高の指揮監督権を有しており、国
の防衛に専任する主任の大臣である防衛大臣は、自衛隊
の隊務を統括する。また、内閣には、わが国の安全保障
に関する重要事項を審議する機関として国家安全保障会
議が置かれている。

防衛省では、防衛大臣が国の防衛に関する事務を分担
管理し、主任の大臣として、自衛隊を管理し、運営する。
その際、防衛副大臣、防衛大臣政務官（2人）及び防衛大
臣補佐官が政策、企画及び政務について防衛大臣を助け
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ることとされている。
また、防衛大臣政策参与が、防衛省の所掌事務に関す

る重要事項に関し、自らが有する見識に基づき、防衛大
臣に進言などを行うこととしているほか、防衛会議で
は、防衛大臣のもとに政治任用者、文官、自衛官の三者
が一堂に会して防衛省の所掌事務に関する基本的方針に
ついて審議することとし、文民統制のさらなる徹底を
図っている。

以上のように、文民統制の制度は整備されているが、
それが実をあげるためには、国民が防衛に対する深い関
心を持つとともに、政治・行政両面における運営上の努
力が引き続き必要である。

Ⅱ部5章1節（国家安全保障会議）、Ⅱ部5章2節1
項2（防衛大臣を補佐する体制）

 参照

着任にあたり特別儀仗隊を巡閲する浜田防衛大臣（2022年8月）
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	第3節	 わが国の安全保障政策の体系
	 11	 三文書の策定の経緯
北朝鮮の弾道ミサイルの問題や、一方的な現状変更及

びその試みの継続、軍事バランスの急速な変化、宇宙・
サイバーといった領域や経済安全保障上の課題、これら
の現実から目を背けることなく、わが国の領土・領海・
領空そして国民の生命と財産を守り抜く必要がある。
岸田内閣総理大臣は、2021年10月の所信表明演説に

おいて、安保戦略、防衛大綱及び中期防の改定に取り組
むことを発表し、同年12月の所信表明演説において、国
民の命と暮らしを守るため、いわゆる敵基地攻撃能力も
含め、あらゆる選択肢を排除せず現実的に検討し、ス
ピード感を持って防衛力を抜本的に強化していくこと、
そのために新たな安保戦略などを、おおむね1年をかけ
て、策定する旨発表した。これらを受け、政府は国家安全
保障会議における閣僚間の議論を同年11月以降、計18
回行うとともに、関係省庁が2022年1月から計17回に
わたり、外交・防衛のみならず、経済安全保障、技術、宇
宙、サイバー、気候変動など多岐にわたる分野の有識者
合計52名からヒアリングを行った。また、同年9月以降
4回開催された「国力としての防衛力を総合的に考える
有識者会議」や、10月以降15回開催された与党ワーキ

ングチームなどで、活発な議論が積み重ねられた。
こうした議論を踏まえ、政府は、2022年12月、わが
国の国家安全保障政策にかかる主要な文書として、「国
家安全保障戦略（安保戦略）」、「国家防衛戦略（防衛戦
略）」及び「防衛力整備計画（整備計画）」の三つの文書
（三文書）を閣議決定した。

2022年12月16日閣議決定時の岸田内閣総理大臣記者会見の様子 
【首相官邸HP】

	 22	 わが国の国家安全保障政策の体系
安保戦略は、外交政策及び防衛政策を中心とした国家

安全保障の基本方針として、2013年12月に、それまで
わが国の防衛政策がその基礎をおいていた「国防の基本
方針」に代わるものとして、わが国として初めて策定さ
れたものである。戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に
直面していることを受け、これまでの外交・防衛分野の
みならず、経済安全保障、技術、情報も含む幅広い分野
の政策に戦略的な指針を与えるものとして、2022年12
月に新たな安保戦略が策定された。
そのうえで、安保戦略を踏まえ、わが国防衛の目標や

これを達成するためのアプローチ・手段を示すものとし
て、同年12月に防衛戦略が初めて策定された。これは、
1976年以降6回策定してきた自衛隊の防衛力整備、維
持及び運用の基本的指針である防衛計画の大綱（防衛大
綱）に代わるものである。安保戦略と防衛戦略はともに
おおむね10年間程度の期間を念頭に置いている。
整備計画は、防衛戦略に従い、防衛力の水準やそれに
基づくおおむね10年後の自衛隊の体制、5か年の経費総
額や主要装備品の整備数量を示した中長期的な計画とし
て2022年12月に初めて策定された。従来、将来の防衛

資料：「国家安全保障戦略」・「国家防衛戦略」・「防衛力整備計画」
URL：https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/guideline/index.html
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力の水準については、防衛大綱で示し、防衛力整備にか
かる5か年の経費総額などは防衛大綱を踏まえた中期防
衛力整備計画（中期防）で示してきたが、防衛力の水準
と5か年の経費総額を統合した整備計画にすることで一
貫性のある形にした。

図表Ⅱ-1-3-1（「国家安全保障戦略」、「国家防衛戦
略」、「防衛力整備計画」及び年度予算の関係）、図表
Ⅱ-1-3-2（戦略文書体系の変化）、資料1（国家安全
保障戦略について（令和4年12月16日国家安全保
障会議決定及び閣議決定））、資料2（国家防衛戦略に
ついて）、資料3（防衛力整備計画について）、資料4
（国家安全保障戦略について（平成25年12月17日
国家安全保障会議決定及び閣議決定））、資料5（平成
31年以降に係る防衛計画の大綱について）、資料7
（中期防衛力整備計画（平成31年度～平成35年度）
について）

 参照

図表Ⅱ-1-3-1 「国家安全保障戦略」、「国家防衛戦略」、
「防衛力整備計画」及び年度予算の関係

国家安全保障戦略

国家防衛戦略

防衛力整備計画

年 度 予 算

防衛に関する
戦略的指針を
踏まえて策定

防衛の目標などを
具体化

具体化された
事業に基づき、
年度予算を編成

外交、防衛、経済安保、技術、サイバー、情報
等の国家安全保障戦略に関する分野の政
策に戦略的指針を付与

（おおむね10年程度の期間を念頭）

防衛の目標を設定し、それを達成するため
の方法と手段を示すもの
－　防衛力の抜本的な強化（重視する7つの能

力を含む）
－　国全体の防衛体制の強化
－　同盟国・同志国等との協力方針

（おおむね10年程度の期間を念頭）

わが国として保有すべき防衛力の水準を
示し、その水準を達成するための中長期的
な整備計画で以下の内容を含むもの
－　自衛隊の体制（おおむね10年後の体制を念

頭）
－　5 ヵ年の経費の総額・主要装備品の整備数

量（特に重要な装備品等の研究・開発事業
とその配備開始等の目標年度などを本文
に記載）

情勢などを踏まえて精査のうえ、各年
度ごとに必要な経費を計上

図表Ⅱ-1-3-2 戦略文書体系の変化

国家防衛戦略

国家安全保障戦略

防衛力整備計画

現在の戦略文書体系

・　わが国として保有すべき防衛力の水準を示し、その水
　準を達成するための中長期的な整備計画で以下の内容を
　含むもの
－　自衛隊の体制（おおむね10年後の体制を念頭）
－　5ヵ年の経費の総額・主要装備品の整備数量（特に重要
　な装備品等の研究・開発事業とその配備開始等の目標年
　度などを本文に記載）

・　防衛力の整備、維持、運用の基本的指針
・　わが国として保有すべき防衛力の水準としての
　自衛隊の体制を規定

（おおむね10年程度の期間を念頭）

防衛計画の大綱（2018年）

国家安全保障戦略（2013年）

中期防衛力整備計画（2018年）

・　5ヵ年の経費の総額の限度・主要装備の整備数
　量を明示

・　国家安全保障に関する最上位政策文書
・　外交政策及び防衛政策を中心とした国家安全
　保障の基本方針

（おおむね10年程度の期間を念頭）

これまでの戦略文書体系

・　防衛の目標を設定し、それを達成するための方法と手
　段を示すもの
－　防衛力の抜本的な強化（重視する7つの能力を含む）
－　国全体の防衛体制の強化
－　同盟国・同志国等との協力方針

（おおむね10年程度の期間を念頭）

・　国家安全保障に関する最上位政策文書
・　外交、防衛に加え、経済安保、技術、サイバー、情報
　等の国家安全保障戦略に関連する分野の政策に戦略的指
　針を与える。 （おおむね10年程度の期間を念頭）
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本章では国家安全保障戦略（安保戦略）の見直しの経
緯や策定の趣旨、その内容について記載する。なお、策

定の経緯については、第Ⅱ部第1章第3節（わが国の安
全保障政策の体系）を参照。

	 11	 策定の趣旨
安保戦略では、「策定の趣旨」において、本戦略が目指

すものや問題意識について次のように示している。
パワーバランスの歴史的変化と地政学的競争の激化に

伴い、国際秩序は重大な挑戦に晒されている。同時に、
気候変動など地球規模課題等での協力も必要である。国
際関係において対立と協力の様相が複雑に絡み合う時代
となっている。
わが国は、戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面

している。また、わが国周辺では軍備増強が急速に進展
しており、力による一方的な現状変更の圧力が強まって
いる。
サイバー攻撃、偽情報拡散などが平素から生起してお

り、有事と平時の境目はますます曖昧になっている。更
に、安全保障の対象は、経済などにまで拡大し、軍事と
非軍事の分野の境目も曖昧になっている。
こうした中、対立と協力が複雑に絡み合う国際関係全
体を俯瞰し、外交力・防衛力・経済力を含む、総合的な
国力を最大限に活用し、国益を守る。安保戦略は国家安
全保障の最上位の政策文書である。
安保戦略に基づく戦略的な指針と施策は、戦後の安全
保障政策を実践面から大きく転換するものである。

図表Ⅱ-2-1（国家安全保障戦略及び国家防衛戦略の
構成）

	 22	 わが国の国益
わが国が守り、発展させるべき国益は、次の3点であ

る。
〇　わが国の主権と独立を維持し、領域を保全し、国民
の生命・身体・財産の安全を確保する。そして、わが
国の豊かな文化と伝統を継承しつつ、自由と民主主義
を基調とするわが国の平和と安全を維持し、その存立
を全うする。また、わが国と国民は、世界で尊敬され、
好意的に受け入れられる国家・国民であり続ける。

〇　経済成長を通じてわが国と国民の更なる繁栄を実現
する。そのことにより、わが国の平和と安全をより強

固なものとする。そして、わが国の経済的な繁栄を主
体的に達成しつつ、開かれ安定した国際経済秩序を維
持・強化し、わが国と他国が共存共栄できる国際的な
環境を実現する。

〇　自由、民主主義、基本的人権の尊重、法の支配と
いった普遍的価値や国際法に基づく国際秩序を維持・
擁護する。特に、わが国が位置するインド太平洋地域
において、自由で開かれた国際秩序を維持・発展させ
る。

	 33	 わが国の安全保障に関する基本的な原則
わが国の国益を守るための安全保障政策の遂行の前提

として、わが国の安全保障に関する基本的な原則は次の
とおりである。
〇　国際協調を旨とする積極的平和主義を維持する。そ

の理念を国際社会で一層具現化しつつ、将来にわたっ
てわが国の国益を守る。そのために、わが国を守る一
義的な責任はわが国にあるとの認識のもと、刻々と変
化する安全保障環境を直視した上で、必要な改革を果

 参照

国家安全保障戦略第2章
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断に遂行し、わが国の安全保障上の能力と役割を強化
する。

〇　自由、民主主義、基本的人権の尊重、法の支配と
いった普遍的価値を維持・擁護する形で、安全保障政
策を遂行する。そして、戦後最も厳しく複雑な安全保
障環境の中においても、世界的に最も成熟し安定した
先進民主主義国の一つとして、普遍的価値・原則の維
持・擁護を各国と協力する形で実現することに取り

組み、国際社会が目指すべき範を示す。
〇　平和国家として、専守防衛に徹し、他国に脅威を与
えるような軍事大国とはならず、非核三原則を堅持す
るとの基本方針は今後も変わらない。

〇　拡大抑止の提供を含む日米同盟は、わが国の安全保
障政策の基軸であり続ける。

〇　わが国と他国との共存共栄、同志国との連携、多国
間の協力を重視する。

図表Ⅱ-2-1 国家安全保障戦略及び国家防衛戦略の構成

Ⅰ　策定の趣旨

Ⅴ　我が国の安全保障上の目標

Ⅲ　我が国の安全保障に関する基本的な原則

国家安全保障戦略

Ⅱ　我が国の国益

Ⅷ　本戦略の期間・評価・修正

Ⅸ　結語

１　グローバルな安全保障環境と課題
２　インド太平洋地域における安全保障環境と課題
　⑴インド太平洋地域における安全保障の概観
　⑵中国の安全保障上の動向
　⑶北朝鮮の安全保障上の動向
　⑷ロシアの安全保障上の動向

Ⅳ　我が国を取り巻く安全保障環境と我が国の安全保障上の課題

Ⅶ　我が国の安全保障を支えるために強化すべき国内基盤

１　経済財政基盤の強化
２　社会的基盤の強化
３　知的基盤の強化

Ⅰ　策定の趣旨

１　我が国自身の防衛体制の強化
　⑴我が国の防衛力の抜本的強化
　⑵国全体の防衛体制の強化
２　日米同盟による共同抑止・対処
　⑴日米共同の抑止力・対処力の強化
　⑵同盟調整機能の強化
　⑶共同対処基盤の強化
　⑷在日米軍の駐留を支えるための取組
３　同志国等との連携

III　我が国の防衛の基本方針

国家防衛戦略

1　戦略環境の変化
2　我が国周辺国等の軍事動向
3　防衛上の課題

Ⅱ　戦略環境の変化と防衛上の課題

1　スタンド・オフ防衛能力
2　統合防空ミサイル防衛能力
3　無人アセット防衛能力
4　領域横断作戦能力
5　指揮統制・情報関連機能
6　機動展開能力・国民保護
7　持続性・強靱性

Ⅳ　防衛力の抜本的強化に当たって重視する能力

1　7つの重視分野における自衛隊の役割
2　自衛隊の体制整備の考え方
3　政策立案機能の強化

Ⅴ　将来の自衛隊の在り方

1　国民の生命・身体・財産の保護に向けた取組
2　国際的な安全保障協力への取組

Ⅵ　国民の生命・身体・財産の保護・国際的な安全保障協力への取組

１　防衛生産基盤の強化
２　防衛技術基盤の強化
３　防衛装備移転の推進

Ⅶ　いわば防衛力そのものとしての防衛生産・技術基盤

Ⅷ　防衛力の中核である自衛隊員の能力を発揮するための基盤の強化

１　人的基盤の強化
２　衛生機能の変革

Ⅸ　留意事項

１　我が国の安全保障に関わる総合的な国力の主な要素
２　戦略的なアプローチとそれを構成する主な方策
　⑴　危機を未然に防ぎ、平和で安定した国際環境を能動的に創出し、自由で開かれた国

際秩序を強化するための外交を中心とした取組の展開
　　　ア 日米同盟の強化
　　　イ 自由で開かれた国際秩序の維持・発展と同盟国・同志国等との連携の強化
　　　ウ 我が国周辺国・地域との外交、領土問題を含む諸懸案の解決に向けた取組の強化
　　　エ 軍備管理・軍縮・不拡散
　　　オ 国際テロ対策
　　　カ 気候変動対策
　　　キ ODAを始めとする国際協力の戦略的な活用
　　　ク 人的交流等の促進
　⑵　我が国の防衛体制の強化
　　　ア 国家安全保障の最終的な担保である防衛力の抜本的強化
　　　イ 総合的な防衛体制の強化との連携等
　　　ウ いわば防衛力そのものとしての防衛生産・技術基盤の強化
　　　エ 防衛装備移転の推進
　　　オ 防衛力の中核である自衛隊員の能力を発揮するための基盤の強化
　⑶　米国との安全保障面における協力の深化
　⑷　我が国を全方位でシームレスに守るための取組の強化
　　　ア サイバー安全保障分野での対応能力の向上
　　　イ 海洋安全保障の推進と海上保安能力の強化
　　　ウ 宇宙の安全保障に関する総合的な取組の強化
　　　エ 技術力の向上と研究開発成果の安全保障分野での積極的な活用のための官民の

連携の強化
　　　オ 我が国の安全保障のための情報に関する能力の強化
　　　カ 有事も念頭に置いた我が国国内での対応能力の強化
　　　キ 国民保護のための体制の強化
　　　ク 在外邦人等の保護のための体制と施策の強化
　　　ケ エネルギーや食料など我が国の安全保障に不可欠な資源の確保
　⑸　自主的な経済的繁栄を実現するための経済安全保障政策の促進
　⑹　自由、公正、公平なルールに基づく国際経済秩序の維持・強化
　⑺　国際社会が共存共栄するためのグローバルな取組
　　　ア 多国間協力の推進、国際機関や国際的な枠組みとの連携の強化
　　　イ 地球規模課題への取組

Ⅵ　我が国が優先する戦略的なアプローチ

200日本の防衛
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	 44	 わが国を取り巻く安全保障環境とわが国の安全保障上の課題
わが国の安全保障上の目標を定めるに当たり、わが国

を取り巻く安全保障環境と安全保障上の課題は次のとお
りである。

1　グローバルな安全保障環境と課題
グローバルなパワーの重心が、インド太平洋地域に移

る形で、国際社会は急速に変化している。国際秩序に挑
戦する動きが加速している。こうした現在の国際環境の
複雑さ、厳しさを表す顕著な例は次のとおりである。
〇　他国の領域主権などへの力による一方的な現状変更
及びその試みがなされている。

〇　サイバー空間・海洋・宇宙空間・電磁波領域などに
おけるリスクが深刻化している。

〇　経済安全保障の必要性が拡大している。一部の国家
が、他国に経済的な威圧を加え、自国の勢力拡大を
図っている。

〇　国際社会のガバナンスが低下しつつある。気候変動
など共通の課題対応で国際社会が団結しづらくなっ
ている。

2　インド太平洋地域における安全保
障環境と課題

「自由で開かれたインド太平洋」（FOIP）というビジョ
ンのもと、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の
実現、地域の平和と安定の確保は、わが国の安全保障に
とって死活的に重要である。

図表Ⅱ-2-2 わが国周辺国などの軍事動向に関する記述の対比表

国家安全保障戦略（2013年12月）

・対外姿勢、軍事動向等は、その軍事や安全保障政策に関
する透明性の不足とあいまって、我が国を含む国際社会の
懸念事項となっており、中国の動向について慎重に注視し
ていく必要

・米国本土を射程に含む弾道ミサイルの開発や、核兵器の
小型化及び弾道ミサイルへの搭載の試みは、我が国を含む
地域の安全保障に対する脅威を質的に深刻化させるもの

・東アジア地域の安全保障環境が一層厳しさを増す中、安
全保障及びエネルギー分野を始めあらゆる分野でロシアと
の協力を進め、日露関係を全体として高めていくことは、
我が国の安全保障を確保する上で極めて重要

※「アジア太平洋地域における安全保障環境と課題」の
パートにおいて中国、北朝鮮と並列の記述はない。

（参考）防衛大綱（2018年12月）

中国 ・軍事動向等については、国防政策や軍事力の不透明性とあいまって、我が国を含む地域と国際社会の安全保障上の強い懸念
となっており、今後も強い関心を持って注視していく必要

北朝鮮 ・軍事動向は、我が国の安全に対する重大かつ差し迫った脅威であり、地域及び国際社会の平和と安全を著しく損なうもの

ロシア
・核戦力を中心に軍事力の近代化に向けた取組を継続することで軍事態勢の強化を図っており、ウクライナ情勢等をめぐり、
欧米と激しく対立。また、北極圏、欧州、米国周辺、中東に加え、北方領土を含む極東においても軍事活動を活発化させる傾
向にあり、その動向を注視していく必要

国家安全保障戦略（2022年12月）

・現在の対外的な姿勢や軍事動向等は、我が国と国際社会の
深刻な懸念事項であり、我が国の平和と安全及び国際社会の
平和と安定を確保し、法の支配に基づく国際秩序を強化する
上で、これまでにない最大の戦略的な挑戦であり、我が国の
総合的な国力と同盟国・同志国等との連携により対応すべき
もの

・核戦力を質的・量的に最大限のスピードで強化する方針で
あり、ミサイル関連技術等の急速な発展と合わせて考えれ
ば、北朝鮮の軍事動向は、我が国の安全保障にとって、従前
よりも一層重大かつ差し迫った脅威

・今回のウクライナ侵略等によって、国際秩序の根幹を揺る
がし、欧州方面においては安全保障上の最も重大かつ直接の
脅威
・我が国を含むインド太平洋地域におけるロシアの対外的な
活動、軍事動向等は、中国との戦略的な連携と相まって、安
全保障上の強い懸念

※国家防衛戦略においても、ほぼ同様に記述

中
国

北
朝
鮮
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鮮
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ア
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（1）中国の安全保障上の動向
中国は、十分な透明性を欠いたまま、軍事力を広範か

つ急速に増強しており、東シナ海、南シナ海などにおけ
る、力による一方的な現状変更及びその試みを継続・強
化している。また、ロシアとの戦略的な連携の強化、国
際秩序への挑戦を試みている。さらに、十分な透明性を
欠いた開発金融、他国の中国への依存を利用した経済的
な威圧を加える事例も起きている。台湾について武力行
使の可能性を否定せず、また、台湾周辺における軍事活
動が活発化している。
現在の中国の対外的な姿勢や軍事動向などは、わが国

と国際社会の深刻な懸念事項であり、わが国の平和と安
全及び国際社会の平和と安定を確保し、法の支配に基づ
く国際秩序を強化するうえで、これまでにない最大の戦
略的な挑戦であり、わが国の総合的な国力と同盟国・同
志国などとの連携により対応すべきものである。

（2）北朝鮮の安全保障上の動向
北朝鮮のミサイル関連技術及び運用能力は急速に進展

している。また、核戦力を最大限のスピードで強化する
方針である。

北朝鮮の軍事動向は、わが国の安全保障にとって、従
前よりも一層重大かつ差し迫った脅威となっている。
また、拉致問題は、わが国の主権と国民の生命・安全
にかかわる重大な問題であり、国の責任において解決す
べき喫緊の課題である。

（3）ロシアの安全保障上の動向
ウクライナ侵略など、ロシアの自国の安全保障上の目
標のために軍事力に訴えることを辞さない姿勢は顕著で
ある。北方領土でも軍備増強及び活動が活発化している。
また、中国との間で戦略的な連携を強化してきている。
ロシアの対外的な活動、軍事動向などは、今回のウク
ライナ侵略などによって、国際秩序の根幹を揺るがし、
欧州方面においては安全保障上の最も重大かつ直接の脅
威と受け止められている。また、わが国を含むインド太
平洋地域におけるロシアの対外的な活動、軍事動向など
は、中国との戦略的な連携と相まって、安全保障上の強
い懸念である。

図表Ⅱ-2-2（わが国周辺国などの軍事動向に関する
記述の対比表）

	 55	 わが国の安全保障上の目標
わが国が国益を確保できるようにするためのわが国の

安全保障上の目標は次のとおりである。
〇　わが国の主権と独立を維持し、わが国が国内・外交
に関する政策を自主的に決定できる国であり続け、わ
が国の領域、国民の生命・身体・財産を守る。そのた
めに、わが国自身の能力と役割を強化し、同盟国であ
る米国や同志国などと共に、わが国及びその周辺にお
ける有事、一方的な現状変更の試みなどの発生を抑止
する。万が一、わが国に脅威が及ぶ場合も、これを阻
止・排除し、かつ被害を最小化させつつ、わが国の国
益を守るうえで有利な形で終結させる。

〇　安全保障政策の遂行を通じて、わが国の経済が成長
できる国際環境を主体的に確保する。それにより、わ
が国の経済成長がわが国を取り巻く安全保障環境の改

善を促すという、安全保障と経済成長の好循環を実現
する。その際、わが国の経済構造の自律性、技術などの
他国に対する優位性、ひいては不可欠性を確保する。

〇　国際社会の主要なアクターとして、同盟国・同志国
などと連携し、国際関係における新たな均衡を、特に
インド太平洋地域において実現する。それにより、特
定の国家が一方的な現状変更を容易に行いうる状況
となることを防ぎ、安定的で予見可能性が高く、法の
支配に基づく自由で開かれた国際秩序を強化する。

〇　国際経済や、気候変動、感染症などの地球規模課題
への対応、国際的なルールの形成などの分野におい
て、多国間の協力を進め、国際社会が共存共栄できる
環境を実現する。
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	 66	 わが国が優先する戦略的なアプローチ

1 「現在の国内総生産（GDP）」とは、令和4年度のGDPを指している。そのうえで、「令和5年度の経済見通しと経済財政運営の基本的態度」（令和4年12月
22日閣議了解）で示された令和4年度実績見込みにおけるGDPが560.2兆円とされていることを踏まえれば、その2%は11兆円となる見込みである。

1　わが国の安全保障にかかわる総合
的な国力の主な要素

総合的な国力（外交力、防衛力、経済力、技術力、情報
力）を用いて、戦略的なアプローチを実施する。

2　戦略的なアプローチとそれを構成
する主な方策

戦略的なアプローチとそれを構成する主な方策は次の
とおりである。

（1）危機を未然に防ぎ、平和で安定した国際環境
を能動的に創出し、自由で開かれた国際秩序
を強化するための外交を中心とした取組の
展開

①日米同盟の強化
②自由で開かれた国際秩序の維持・発展と同盟国・同志
国などとの連携の強化

③わが国周辺国・地域との外交、領土問題を含む諸懸案
の解決に向けた取組の強化

④軍備管理・軍縮・不拡散
⑤国際テロ対策
⑥気候変動対策
⑦ODAをはじめとする国際協力の戦略的な活用（同志
国の安全保障上の能力・抑止力向上のための新たな
協力枠組みを含む）

⑧人的交流などの促進

（2）わが国の防衛体制の強化
わが国の防衛体制の強化の内容については、防衛戦略

において詳述するが、安保戦略における要点は次のとお
りである。
〇　国家安全保障の最終的な担保である防衛力を抜本的
に強化する。
①領域横断作戦能力に加え、スタンド・オフ防衛能
力、無人アセット防衛能力などを強化する。

②反撃能力を保有する。
③2027年度に、防衛力の抜本的強化とそれを補完す
る取組をあわせた予算水準が現在の国内総生産
（GDP）1の2％に達するよう所要の措置を講ずる。
④有事の際の防衛大臣による海上保安庁に対する統
制を含む、自衛隊と海上保安庁との連携を強化す
る。

〇　総合的な防衛体制を強化する。（研究開発、公共イン
フラ、サイバー安全保障、同志国などとの国際協力）

〇　安全保障上意義が高い防衛装備移転などを円滑に行
うため、防衛装備移転三原則・運用指針を始めとする
制度の見直しを検討する。また三つの原則そのものは
維持しつつ、必要性、要件、関連手続の透明性の確保
などを十分に検討する。防衛装備移転を円滑に進める
ための各種支援を行うことなどにより、官民一体と
なって防衛装備移転を進める。

〇　防衛生産・技術基盤の強化、人的基盤強化など（ハ
ラスメントを一切許容しない組織環境）を整備する。

Ⅱ部3章2節（国家防衛戦略の内容）、解説「反撃能
力」

（3）米国との安全保障面における協力の深化
米国による拡大抑止の提供を含む日米同盟の抑止力と
対処力を一層強化する。

（4）わが国を全方位でシームレスに守るための
取組の強化

①サイバー安全保障
〇　サイバー防御を強化する。能動的サイバー防御の
導入及びその実施のために必要な措置の実現に向
け検討を進める。これらのために、サイバー安全保
障の政策を一元的に総合調整する新たな組織の設
置、法制度の整備、運用の強化を図る。

②海洋安全保障・海上保安能力
〇　海上保安能力を大幅に強化・体制を拡充する。有
事の際の防衛大臣による海上保安庁に対する統制
を含む、海上保安庁と自衛隊との連携を強化する。
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③宇宙安全保障
〇　自衛隊・海上保安庁の宇宙空間の利用を強化す
る。JAXAなどと自衛隊の連携強化、民間技術の活
用を進める。

〇　宇宙の安全保障に関する政府の構想を取りまと
め、宇宙基本計画などに反映させる。

④安全保障関連の技術力の向上と積極的な活用
〇　防衛省の意見を踏まえた研究開発ニーズと関係
省庁が有する技術シーズを合致させるとともに、
当該事業を実施していくための政府横断的な仕組
みを創設する。経済安全保障重要技術育成プログ
ラムなどの活用を進める。

⑤情報に関する能力の向上
〇　情報収集能力（特に人的情報収集能力）を大幅に
強化する。統合的な形での情報集約の体制を整備
する。認知領域における情報戦への対応能力を強
化する。偽情報対策の新体制を整備する。

⑥有事も念頭に置いたわが国国内での対応能力の強化
〇　自衛隊・海上保安庁のニーズに基づき公共イン
フラ整備・機能強化の仕組みを創設する。自衛隊・
米軍などの円滑な活動を確保する。原子力発電所
などの重要施設の安全確保対策を行う。

⑦国民保護の体制強化
〇　住民の迅速な避難を実現すべく、避難施設の確保
などを行う。住民避難などの各種訓練の実施と検
証を行った上で、必要な施策の検討を行う。

⑧在外邦人等の保護
⑨エネルギーや食料など国家安全保障に不可欠な資源の
確保

（5）経済安全保障政策の促進
〇　自律性、優位性、不可欠性の確保などに向けて措置
を講じていく。レアアースなどの重要物資の安定供給
確保などによるサプライチェーン強靭化を進める。セ
キュリティ・クリアランスを含むわが国の情報保全
の強化の検討を進める。

（6）自由・公正・公平なルールに基づく国際経
済秩序の維持・強化

〇　不公正な貿易慣行や経済的な威圧への対抗に取り組
んでいく。「環太平洋パートナーシップに関する包括
的及び先進的な協定」（CPTPP）の高いレベルの維持
などに取り組む。透明・公正な開発金融を推進する。

（7）国際社会が共存共栄するためのグローバル
な取組

〇　国連などの国際機関や国際的な枠組みとの連携を強
化する。感染症危機対応、人道支援、人権擁護、国際
平和協力などに取り組む。

	 77	 わが国の安全保障を支えるために強化すべき国内基盤
わが国の安全保障を支えるために強化すべき国内基盤

は次のとおりである。

1　経済財政基盤の強化
〇　安全保障と経済成長の好循環を実現する。有事の際
の持続的な対応能力を確保する。経済・金融・財政の
基盤の強化に取り組む。

2　社会的基盤の強化
〇　平素からの国民の安全保障に関する理解と協力を深
めるための取組を行う。

〇　諸外国やその国民に対する敬意を表し、わが国と郷
土を愛する心を養う。

〇　平和と安全のために危険を顧みず職務に従事する者
の活動が社会で適切に評価される取組を一層進める。

陸自と警察の共同対処訓練の様子

204日本の防衛
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3　知的基盤の強化
〇　安保分野における政府と企業・学術界との実践的な

連携の強化、効果的な国内外での発信のための施策を
進める。

	 88	 結語
国際社会が対立する分野では、総合的な国力により、

安全保障を確保する。国際社会が協力すべき分野では、
諸課題の解決に向けて主導的かつ建設的な役割を果たし
続ける。このような行動は、わが国の国際的な存在感と
信頼をさらに高め、同志国などを増やし、わが国を取り
巻く安全保障環境を改善することに繋がる。

希望の世界か、困難と不信の世界かの分岐点に立ち、
戦後最も厳しく複雑な安全保障環境のもとにあっても、
安定した民主主義、確立した法の支配、成熟した経済、
豊かな文化を擁するわが国は、普遍的価値に基づく政策
を掲げ、国際秩序の強化に向けた取組を確固たる覚悟を
持って主導していく。

資料：国家安全保障
URL：https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/guideline/index.html
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わが国を取り巻く安全保障環境や世界の軍事情勢の変
化を把握し、これらを踏まえつつ、わが国の防衛力のあ
り方と保有すべき防衛力の水準について規定するいわば
わが国の平和と安全を確保するグランドデザインとし
て、これまで防衛計画の大綱（防衛大綱）が定められて
きた。防衛大綱は1976（昭和51）年に初めて策定され

1	 「国家防衛戦略について」（令和4年12月16日国家安全保障会議及び閣議決定）
2	 「昭和52年度以降に係る防衛計画の大綱について」（昭和51年10月29日国防会議及び閣議決定）
3	 1962（昭和37）年のキューバ危機を契機として、当時冷戦と呼ばれる対立関係にあった米ソの緊張状態が緩和していった状況を指す。1979（昭和54）年

のソ連のアフガニスタン侵攻によって終焉
4	 「平成8年度以降に係る防衛計画の大綱について」（平成7年11月28日安全保障会議及び閣議決定）

て以来、計6回策定された。戦後最も厳しい安全保障環
境を踏まえ、わが国の防衛目標、この防衛目標を達成す
るためのアプローチ及びその手段を包括的に示すものと
して、防衛大綱に代えて、2022年12月に国家防衛戦略
（防衛戦略）1が新たに策定された。

	第1節	 防衛大綱から国家防衛戦略への変遷
	 11	 51大綱
51大綱2は、1970（昭和45）年代のデタント3を背景

として策定されたものであり、①全般的には東西間の全
面的軍事衝突などが生起する可能性は少ない、②わが国
周辺においては、米中ソの均衡的な関係と日米安保体制
の存在がわが国への本格的な侵略の防止に大きな役割を
果たし続けるとの認識に立った。
そのうえで、わが国が保有する防衛力は、①防衛上必
要な各種の機能を備え、②後方支援体制を含めてその組
織および配備において均衡のとれた態勢をとることを主

眼とし、③これをもって平時において十分な警戒態勢を
とりうるとともに、④限定的かつ小規模な侵略までの事
態に有効に対処することができ、⑤さらに情勢の変化が
生じ、新たな防衛力の態勢が必要とされるに至ったとき
には、円滑にこれに移行できるよう配慮されたものとす
ることとした。51大綱で導入した「基盤的防衛力構想」
は、このようにわが国への侵略の未然防止に重点を置い
た抑止効果を重視した考え方である。

	 22	 07大綱
07大綱4は、冷戦の終結など国際情勢が大きく変化す
る一方、国連平和維持活動や阪神・淡路大震災への対応
など、自衛隊に対する期待が高まっていたことなどを考
慮して策定された。
07大綱は、わが国の防衛力整備がそれまで、わが国に

対する軍事的脅威に直接対抗するよりも、自らが力の空
白となってわが国周辺地域における不安定要因とならな
いよう、独立国としての必要最小限の基盤的な防衛力を

保有するという「基盤的防衛力構想」に基づいて行われ
てきたとしたうえで、これを基本的に踏襲した。
一方、防衛力の内容は、防衛力の規模や機能を見直す
ことに加えて、「わが国の防衛」のみならず、「大規模災
害など各種事態への対応」や「より安定した安全保障環
境への貢献」など様々な分野において自衛隊の能力をよ
り一層活用することを重視するものとなっているのが特
徴である。

国家防衛戦略第3章
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	 33	 16大綱

5	 「平成17年度以降に係る防衛計画の大綱について」（平成16年12月10日安全保障会議及び閣議決定）
6	 「平成23年度以降に係る防衛計画の大綱について」（平成22年12月17日安全保障会議及び閣議決定）
7	 「平成26年度以降に係る防衛計画の大綱について」（平成25年12月17日国家安全保障会議及び閣議決定）

16大綱5は、大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散の進
展、国際テロ組織の活動などの新たな脅威や多様な事態
への対応が課題となる中、わが国の安全保障および防衛
力のあり方について新たな指針を示す必要があるとの判
断のもとで策定された。
16大綱は、①わが国に直接脅威が及ぶことを防止し、

脅威が及んだ場合にはこれを排除するとともにその被害
を最小化すること、②国際的な安全保障環境を改善し、

わが国に脅威が及ばないようにすること、の2つを安全
保障の目標とし、そのために「わが国自身の努力」、「同
盟国との協力」および「国際社会との協力」の3つのア
プローチを統合的に組み合わせることとした。そのうえ
で、防衛力のあり方については、「基盤的防衛力構想」の
有効な部分は継承するとしつつ、「対処能力」をより重視
し、新たな脅威や多様な事態に対応できるよう「多機能
で弾力的な実効性のある防衛力」が必要であるとした。

	 44	 22大綱
22大綱6は、①わが国周辺において、依然として核戦
力を含む大規模な軍事力が存在するとともに、多くの国
が軍事力を近代化し、また各種の活動を活発化させてい
ること、②軍事科学技術などの飛躍的な発展にともな
い、兆候が現れてから事態が発生するまでの時間は短縮
化する傾向にある中でシームレスに対応する必要がある
こと、③多くの安全保障課題は、国境を越えて広がるた
め、平素からの各国の連携・協力が重要となっている中
で、軍事力の役割が多様化し、平素から常時継続的に軍
事力を運用することが一般化しつつあることなどを踏ま

え、策定された。
22大綱は、今後の防衛力について、「防衛力の存在」
を重視した従来の「基盤的防衛力構想」によらず、「防衛
力の運用」に焦点を当て、与えられた防衛力の役割を効
果的に果たすための各種の活動を能動的に行える「動的
なもの」としていく必要があるとした。このため、即応
性、機動性、柔軟性、持続性および多目的性を備え、軍事
技術水準の動向を踏まえた高度な技術力と情報能力に支
えられた「動的防衛力」を構築することとした。

	 55	 25大綱
25大綱7は、わが国を取り巻く安全保障環境が一層厳
しさを増す中、いわゆるグレーゾーンの事態を含め、自
衛隊の対応が求められる事態が増加するとともに長期化
しつつある中、自衛隊の活動量を下支えする防衛力の
「質」と「量」の確保が必ずしも十分とは言えない状況を
踏まえて策定された。
このような反省点に立って、25大綱は、より統合運用

を徹底し、装備の運用水準を高め、その活動量をさらに
増加させるとともに、各種活動を下支えする防衛力の
「質」と「量」を必要かつ十分に確保し、抑止力及び対処
力を高めていくこととした。このため、自衛隊全体の機

能・能力に着目した統合運用の観点からの能力評価を実
施し、総合的な観点から特に重視すべき機能・能力を導
き出すこととした。このような能力評価の結果を踏まえ
ることで、刻々と変化するわが国を取り巻く安全保障環
境に適応し、メリハリのきいた防衛力の効率的な整備が
可能となった。あわせて、後方支援基盤をこれまで以上
に幅広く強化し、最も効果的に運用できる態勢を構築す
ることとした。
このように、25大綱は、多様な活動を状況に臨機に即
応して機動的に行いうる、より実効的な防衛力である
「統合機動防衛力」を構築することとした。
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	 66	 30大綱

8	 「平成31年度以降に係る防衛計画の大綱について」（平成30年12月18日国家安全保障会議及び閣議決定）

30大綱8は、わが国を取り巻く安全保障環境が格段に
速いスピードで厳しさと不確実性を増していることを踏
まえ、「統合機動防衛力」の方向性を深化させた真に実効
的な防衛力を構築すべく策定された。
具体的には、①全ての領域における能力を有機的に融

合し、その相乗効果により全体としての能力を増幅させ
る領域横断（クロス・ドメイン）作戦が実施でき、②平
時から有事までのあらゆる段階における柔軟かつ戦略的
な活動の常時継続的な実施を可能とし、③日米同盟の強
化及び安全保障協力の推進が可能な性質を有する、真に

実効的な防衛力として、「多次元統合防衛力」を構築する
こととした。特に、宇宙・サイバー・電磁波といった新
たな領域における能力は、軍全体の作戦遂行能力を著し
く向上させるものであることから、各国が注力している
分野である。わが国としても、このような能力や、それ
と一体となって、航空機、艦艇、ミサイルなどによる攻
撃に効果的に対処するための能力の強化や、後方分野も
含めた防衛力の持続性・強靱性の強化を重視していくこ
ととした。

図表Ⅱ-3-1（防衛力の役割の変化） 参照

図表Ⅱ-3-1 防衛力の役割の変化

【防衛力の役割】【背　景】

19年

○東西冷戦は継続するが緊張緩和の国際情勢
○わが国周辺は米中ソの均衡が成立
○国民に対し防衛力の目標を示す必要性

51大綱
（S51.10.29
国防会議・閣議決定）

9年

07大綱
（H7.11.28
安保会議・閣議決定）

6年

16大綱
（H16.12.10
安保会議・閣議決定）

3年

5年

22大綱
（H22.12.17
安保会議・閣議決定）

25大綱

30大綱

（H25.12.17
国家安全保障会議・閣議決定）

○東西冷戦の終結
○不透明・不確実な要素がある国際情勢
○国際貢献などへの国民の期待の高まり

○国際テロや弾道ミサイルなどの新たな脅威
○世界の平和がわが国の平和に直結する状況
○抑止重視から対処重視に転換する必要性

○グローバルなパワーバランスの変化
○複雑さを増すわが国周辺の軍事情勢
○国際社会における軍事力の役割の多様化

○わが国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増大
○米国のアジア太平洋地域へのリバランス
○東日本大震災での自衛隊の活動における教訓

・「基盤的防衛力構想」
・わが国に対する軍事的脅威に直接対抗するよりも、自らが力の空白と
なってわが国周辺地域における不安定要因とならないよう、独立国とし
ての必要最小限の基盤的な防衛力を保有

・「基盤的防衛力構想」を基本的に踏襲
・防衛力の役割として「わが国の防衛」に加え、「大規模災害等各種の事
態への対応」及び「より安定した安全保障環境の構築への貢献」を追加

・新たな脅威や多様な事態に実効的に対応するとともに、国際平和協
力活動に主体的かつ積極的に取り組み得るものとすべく、多機能で
弾力的な実効性のあるもの

・「基盤的防衛力構想」の有効な部分は継承

・「動的防衛力」の構築（「基盤的防衛力構想」によらず）
・各種事態に対して実効的な抑止・対処を可能とし、アジア太平洋地域
の安保環境の安定化・グローバルな安保環境の改善のための活動を
能動的に行い得る防衛力

・「統合機動防衛力」の構築
・厳しさを増す安全保障環境に即応し、海上優勢・航空優勢の確保など
事態にシームレスかつ状況に臨機に対応して機動的に行い得るよう、
統合運用の考え方をより徹底した防衛力

（H30.12.18
国家安全保障会議・閣議決定）

5年

国家防衛戦略
（R4.12.16
国家安全保障会議・閣議決定）

・「多次元統合防衛力」の構築
・陸・海・空という従来の領域のみならず、宇宙・サイバー・電磁波といっ
た新たな領域の能力を強化し、全ての領域の能力を融合させる領域横
断作戦などを可能とする、真に実効的な防衛力

○わが国を取り巻く安全保障環境が格段に速いスピード
で厳しさと不確実性を増大

○宇宙・サイバー・電磁波といった新たな領域の利用の
急速な拡大

○軍事力のさらなる強化や軍事活動の活発化の傾向が顕著

・相手の能力と新しい戦い方に着目した防衛力の構築
・多次元統合防衛力を抜本的に強化して、力による一方的な現状変更
やその試みを許さず、我が国への侵攻を抑止し、万一、抑止が破られ
た場合には、我が国自体への侵攻を我が国が主たる責任をもって阻
止・排除し得る防衛力

○わが国は、戦後、最も厳しく複雑な安全保障環境に直面
○周辺国等が軍事力を増強しつつ軍事活動を活発化する
中、我が国はその最前線に位置

○新しい戦い方が顕在化する中、それに対応できるかど
うかが今後の防衛力を構築する上での課題
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	第2節	 国家防衛戦略の内容
本節では国家防衛戦略（防衛戦略）の策定の趣旨や内

容について記載する。防衛戦略の内容は、既に防衛省
HPで公表されていることから、本節では、防衛戦略に

おける要点を中心に、その背景や考え方などを記載する。
なお、策定の経緯については、第Ⅱ部第1章第3節（わが
国の安全保障政策の体系）を参照。

	 11	 基本的な考え方―防衛力の抜本的強化―
防衛戦略は、以下の認識のもと、1976年以降6回策定

されてきた自衛隊を中核とした防衛力の整備、維持及び
運用の基本方針である防衛大綱に代わって、わが国の防
衛目標、この防衛目標を達成するためのアプローチ及び
その手段を包括的に示すものである。

今般、防衛戦略及び整備計画において、政府が決定し
た防衛力の抜本的強化とそれを裏付ける防衛力整備の水
準についての方針は、戦後の防衛政策の大きな転換点と
なるものである。中長期的な防衛力強化の方向性と内容
を示す防衛戦略の策定により、こうした大きな転換点の
意義について、国民の理解が深まるよう政府として努力
していく。

また、安保戦略、防衛戦略及び整備計画に示された防
衛力の抜本的強化の方向性などに基づき、令和5年度以
降に実施する事業などの進捗管理を徹底し、防衛省・自

衛隊が一丸となり、予算を効果的かつ効率的に執行して
いくため、2023年4月、浜田防衛大臣のもとに「防衛力
抜本的強化実現推進本部」を立ち上げた。こうした体制
のもと、防衛力の抜本的な強化を実現していく。

防衛力抜本的強化実現推進本部会議の様子

	 22	 策定の趣旨
わが国の防衛は、防衛省・自衛隊だけで行えるもので

はなく、国民一人ひとりの防衛政策に関する理解と協力
が不可欠である。こうした観点から、防衛戦略では、「策
定の趣旨」において、防衛戦略が目指すものや問題意識
について、次のように国民に分かりやすく端的に示した。

まず、わが国政府の最も重大な責務は、国民の命と平
和な暮らし、そして、わが国の領土・領空・領海を断固
として守り抜くことであり、安全保障の根幹である。わ
が国を含む国際社会は深刻な挑戦を受け、新たな危機の
時代に突入している。インド太平洋地域、とりわけ東ア
ジアにおいて、国際秩序の根幹を揺るがしかねない深刻
な事態が発生する可能性が排除されない。

わが国は、こうした動きの最前線に位置しており、わ
が国の今後の安全保障・防衛政策のあり方が地域と国際
社会の平和と安定に直結すると言っても過言ではない。

戦後、最も厳しく複雑な安全保障環境の中で、国民の命
と平和な暮らしを守り抜くためには、厳しい現実に向き
合って、相手の能力と新しい戦い方に着目した防衛力の
抜本的強化が必要である。この防衛力の抜本的強化と国
全体の防衛体制の強化を、戦略的発想をもって一体とし
て実施することこそが、わが国の抑止力を高め、日米同
盟をより一層強化し、また、同志国などとの安保協力の
礎となる。特に、2022年10月、米国も新たな国家防衛
戦略を策定したところであり、日米の戦略を擦り合わせ
る意味でも今回の策定は時宜にかなうものである。

こうした認識のもと、「防衛計画の大綱」に代わり、新
たな「国家防衛戦略」を策定する。こうした防衛力の抜
本的強化とそれを裏付ける防衛力整備の水準についての
方針は、戦後の防衛政策の大きな転換点となるものであ
る。こうした大きな転換点の意義について、国民の理解
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が深まるよう政府として努力していく。

	 33	 戦略環境の変化と防衛上の課題

1　戦略環境の変化
防衛戦略を策定するためには、その背景となるわが国

を取り巻く安全保障環境の厳しい現実をしっかりと分析
することが必要である。防衛戦略では、戦略環境の変化
を次のように分析した。

まず、普遍的価値や政治・経済体制を共有しない国家
が勢力を拡大しており、力による一方的な現状変更やそ
の試みは、既存の国際秩序に対する深刻な挑戦であり、
ロシアによるウクライナ侵略は、最も苛烈な形でこれを
顕在化させている。国際社会は戦後最大の試練の時を迎
え、新たな危機の時代に突入しつつある。

また、グローバルなパワーバランスが大きく変化し、
政治・経済・軍事などにわたる国家間の競争が顕在化し
ている。特に、インド太平洋地域においては、こうした
傾向が顕著であり、その中で中国が力による一方的な現
状変更やその試みを継続・強化している。

加えて、米中間の競争は様々な分野で今後激化してい
くと予想されるが、米国は中国との競争において今後
10年が決定的なものになるとの認識を示している。

さらに、科学技術の急速な進展が安全保障のあり方を
根本的に変化させ、各国は将来の戦闘様相を一変させ
る、ゲーム・チェンジャーとなりうる先端技術の開発を
実施している。加えて、サイバー領域などにおけるリス
クの深刻化、偽情報の拡散を含む情報戦の展開、気候変
動などのグローバルな安全保障上の課題も存在する。

2　わが国周辺国などの軍事動向
中国は、2017年の中国共産党全国代表大会（党大会）

での報告において、2035年までに「国防と軍隊の現代
化を基本的に実現」したうえで、今世紀半ばに「世界一
流の軍隊」を築き上げることを目標に掲げている。2020
年の第19期中央委員会第5回全体会議では、2027年に
は「建軍100年の奮闘目標」を達成することを目標に加
えた。2022年の党大会での報告においては、「世界一流
の軍隊」を早期に構築することが「社会主義現代化国家」
の全面的建設の戦略的要請であることが新たに明記さ

れ、そうした目標のもと、軍事力の質・量を広範かつ急
速に拡大している。そのうえで、今後5年が自らの目指
す「社会主義現代化国家」の全面的建設を始める肝心な
時期と位置づけている。国防費の急速な増加を背景にわ
が国を上回る数の近代的な海上・航空アセットを保持す
るなど、軍事力を強化し、わが国周辺全体での軍事活動
を活発化させるとともに、台湾に対する軍事的圧力を高
めている。また、南シナ海での軍事拠点化などを推し進
めている。さらに、2022年8月4日にわが国の排他的経
済水域（EEZ）内への5発の着弾を含む計9発の弾道ミ
サイルを台湾周辺に発射したが、このことは地域住民に
脅威と受け止められた。このような対外的な姿勢や軍事
動向などは、わが国と国際社会の深刻な懸念事項であ
り、わが国の平和と安全及び国際社会の平和と安定を確
保し、法の支配に基づく国際秩序を強化する上で、これ
までにない最大の戦略的な挑戦であり、わが国の防衛力
を含む総合的な国力と、同盟国・同志国などとの協力・
連携により対応すべきものである。

北朝鮮は、体制を維持するために大量破壊兵器や弾道
ミサイルなどの増強に集中的に取り組んでおり、技術的
にはわが国を射程に収める弾道ミサイルに核兵器を搭載
し、わが国を攻撃する能力を既に保有しているとみられ
る。また、様々なプラットフォームからのミサイル発射
を繰り返すなど、特にミサイル関連技術・運用能力を急
速に向上させている。こうした軍事動向は従前よりも一
層重大かつ差し迫った脅威となっている。

ロシアによるウクライナ侵略は、欧州方面における防
衛上の最も重大かつ直接の脅威と受け止められている。
また、わが国周辺においても北方領土を含む極東地域に
おいて軍事活動を活発化させており、こうした軍事動向
は、わが国を含むインド太平洋地域において、中国との
戦略的な連携と相まって防衛上の強い懸念である。

さらに、今後、インド太平洋地域において、こうした
活動が同時に行われる場合には、それが地域にどのよう
な影響を及ぼすかについて注視していく必要がある。
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3　防衛上の課題
ロシアがウクライナを侵略するに至った軍事的な背景

としては、ウクライナがロシアによる侵略を抑止するた
めの十分な能力を保有していなかったことにある。また、
どの国も一国では自国の安全を守ることはできず、共同
して侵攻に対処する意思と能力を持つ同盟国との協力の
重要性が再認識されている。

さらに、高い軍事力を持つ国が、あるとき侵略という
意思を持ったことにも注目すべきである。脅威は能力と
意思の組み合わせで顕在化するが、その意思を外部から
正確に把握することは困難である。国家の意思決定過程
が不透明であれば、脅威が顕在化する素地が常に存在す

る。このような国から自国を守るためには、力による一
方的な現状変更は困難であると認識させる抑止力が必要
であり、相手の能力に着目した防衛力を構築する必要が
ある。

また、戦い方についても、従来の航空侵攻・海上侵
攻・着上陸侵攻といった伝統的なものに加え、精密打撃
能力による大規模なミサイル攻撃、情報戦を含むハイブ
リッド戦、宇宙・サイバー・電磁波領域や無人アセット
を用いた非対称的な攻撃、核兵器による威嚇ともとれる
言動などを組み合わせた新しい戦い方が顕在化してい
る。こうした新しい戦い方に対応できるかどうかが今後
の防衛力を構築する上での課題である。

	 44	 わが国の防衛の基本方針（防衛目標と反撃能力の保有を含むわが国の防衛力の抜本的強化など）

1　わが国防衛の基本方針
（1）基本方針

わが国の防衛の根幹である防衛力は、わが国の安全保
障を確保するための最終的な担保であり、わが国に脅威
が及ぶことを抑止するとともに、脅威が及ぶ場合には、
これを阻止・排除し、わが国を守り抜くという意思と能
力を表すものである。これまで述べてきたわが国を取り
巻く安全保障環境や防衛上の課題を踏まえ、今後の防衛
力については、相手の能力と戦い方に着目して、わが国
を防衛する能力をこれまで以上に抜本的に強化する。ま
た、新たな戦い方へ対応を推進し、いついかなるときも
力による一方的な現状変更とその試みは決して許さない
との意思を明確にしていく必要がある。

（2）3つの防衛目標
わが国の防衛目標は、第一に力による一方的な現状変

更を許容しない安全保障環境を創出することである。第
二に、力による一方的な現状変更やその試みを、同盟
国・同志国などと協力・連携して抑止・対処し、早期に
事態を収拾することである。第三に、万が一、わが国へ
の侵攻が生起する場合、わが国が主たる責任をもって対
処し、同盟国などの支援を受けつつ、これを阻止・排除
することである。

また、核兵器の脅威に対しては、核抑止力を中心とす
る米国の拡大抑止が不可欠である。第一から第三までの

防衛目標を達成するためのわが国自身の努力と、米国の
拡大抑止などが相まって、あらゆる事態からわが国を守
り抜く。

（3）防衛目標を達成するための3つのアプローチ
防衛目標を実現するためのアプローチとして、第一の

アプローチは、わが国自身の防衛体制の強化として、そ
の中核たるわが国の防衛力を抜本的に強化することに加
え、国全体の防衛体制を強化することである。第二は、
日米同盟の抑止力と対処力のさらなる強化であり、日米
の意思と能力を顕示することである。第三は、同志国な
どとの連携の強化であり、一か国でも多くの国々との連
携を強化することである。これに加え、いわば防衛力そ
のものとしての防衛生産・技術基盤や防衛力の中核であ
る自衛隊員の能力を発揮するための基盤も強化する。

2　第1のアプローチ：わが国自身の
防衛体制の強化

（1）わが国の防衛力の抜本的な強化
わが国の安全保障を最終的に担保する防衛力について

は、想定される各種事態に真に実効的に対処し、抑止で
きるものを目指し、30大綱において多次元統合防衛力

（平時から有事までのあらゆる段階における活動をシー
ムレスに実施できるよう、宇宙・サイバー・電磁波の領
域と陸・海・空の領域を有機的に融合させつつ、統合運

211 令和5年版 防衛白書

第2節 国家防衛戦略の内容

第
3
章

国
家
防
衛
戦
略

第
Ⅱ
部

防衛2023_2-3-02.indd   211防衛2023_2-3-02.indd   211 2023/06/23   9:24:582023/06/23   9:24:58



用により機動的・持続的な活動を行い得るもの）を構築
してきた。防衛戦略においては、これまでの多次元統合
防衛力を抜本的に強化し、その努力をさらに加速して進
めていく。

抜本的に強化された防衛力は、防衛目標であるわが国
自体への侵攻をわが国が主たる責任をもって阻止・排除
しうる能力でなくてはならない。これは相手にとって軍
事的手段ではわが国侵攻の目標を達成できず、生じる損
害というコストに見合わないと認識させうるだけの能力
をわが国が持つことを意味する。こうした防衛力を保有
できれば、米国の能力と相まって、わが国への侵攻のみ
ならず、インド太平洋地域における力による一方的な現
状変更やその試みを抑止でき、それを許容しない安全保
障環境を創出することにつながる。これが防衛力を抜本
的に強化する目的である。

さらに、抜本的に強化された防衛力は、常続的な情報
収集・警戒監視・偵察（ISR）や事態に応じて柔軟に選
択される抑止措置（F

Flexible Deterrent Options
DO）としての訓練・演習などに加

え、対領空侵犯措置などを行い、かつ事態にシームレス
に即応・対処できる能力でなければならない。これを実
現するためには、部隊の活動量が増える中であっても、
自衛隊員の能力や部隊の練度向上に必要な訓練・演習な
どを十分に実施できるよう、内外に訓練基盤を確保し、
柔軟な勤務態勢を構築することなどにより、高い即応
性・対処力を保持した防衛力を構築する必要がある。

また、新しい戦い方に対応するために必要な機能・能
力としては、まず、わが国への侵攻そのものを抑止する
ために、遠距離から侵攻戦力を阻止・排除できる能力で
ある、①スタンド・オフ防衛能力、②統合防空ミサイル
防衛能力を強化する。抑止が破られた場合、①と②の能
力に加え、領域を横断して優越を獲得し、非対称的な優
勢を確保するため、③無人アセット防衛能力、④領域横
断作戦能力、⑤指揮統制・情報関連機能を強化する。迅
速かつ粘り強く活動し続けて、相手方の侵攻意図を断念
させるため、⑥機動展開能力・国民保護、⑦持続性・強
靱性を強化する。

このような防衛力の抜本的強化は、いついかなる形で
力による一方的な現状変更が生起するか予測困難である
ことから、速やかに実現していく必要がある。まず、5年
後の2027年度までに、わが国への侵攻が生起する場合
には、わが国が主たる責任をもって対処し、同盟国など
の支援を受けつつ、これを阻止・排除できるように防衛

力を強化する。今後5年間の最優先課題は、現有装備品
を最大限活用するため、可動率向上や弾薬・燃料の確保、
主要な防衛施設の強靱化を加速することに加え、将来の
中核分野である、スタンド・オフ防衛能力や無人アセッ
ト防衛能力などを抜本的に強化することである。さらに、
おおむね10年後までにより確実にするための更なる努
力を行い、より早期・遠方で侵攻を阻止・排除できるよ
うにする。

この防衛力の抜本的強化には大幅な経費と相応の人員
の増加が必要となるが、防衛力の抜本的強化の実現に資
する形で、スクラップ・アンド・ビルドを徹底し定員・
装備の最適化を実現する。また、効率的な調達などを進
めて大幅なコスト縮減を実現してきたこれまでの努力
を、防衛生産基盤に配意しつつ、さらに継続・強化する。
あわせて、人口減少と少子高齢化を踏まえ、無人化・省
人化・最適化を徹底していく。

わが国への侵攻を抑止する上で鍵となるのは、スタン
ド・オフ防衛能力などを活用した反撃能力である。近年、
わが国周辺のミサイル戦力は質・量ともに著しく増強さ
れる中、ミサイル発射も繰り返されており、ミサイル攻
撃が現実の脅威となっている。こうした中、今後も、既
存のミサイル防衛網を質・量ともに不断に強化していく
が、それのみでは完全に対応することが困難になりつつ
ある。このため、ミサイル防衛により飛来するミサイル
を防ぎつつ、相手からの更なる武力攻撃を防ぐために、
わが国から有効な反撃を相手に加える能力、すなわち反
撃能力の保有が必要である。「反撃能力」とは、わが国に
対する武力攻撃が発生し、その手段として弾道ミサイル
などによる攻撃が行われた場合、武力の行使の三要件に
基づき、そのような攻撃を防ぐのにやむを得ない必要最
小限度の自衛の措置として、相手の領域において、わが
国が有効な反撃を加えることを可能とする、スタンド・
オフ防衛能力などを活用した自衛隊の能力をいう。こう
した有効な反撃を加える能力を持つことにより、武力攻
撃そのものを抑止する。そのうえで、万一、相手からミ
サイルが発射される際にも、ミサイル防衛網により、飛
来するミサイルを防ぎつつ、反撃能力により相手からの
更なる武力攻撃を防ぎ、国民の命と平和な暮らしを守っ
ていく。反撃能力は、憲法及び国際法の範囲内で、専守
防衛の考え方を変更するものではなく、「武力の行使」の
三要件を満たす場合に初めて行使し得るものであり、武
力攻撃が発生していない段階で自ら先に攻撃する先制攻
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近年、わが国周辺では、極超音速兵器などのミサイ
ル関連技術と飽和攻撃など実戦的なミサイル運用能力
が飛躍的に向上し、質・量ともにミサイル戦力が著し
く増強される中、ミサイルの発射も繰り返されるな
ど、わが国へのミサイル攻撃が現実の脅威となってお
り、既存のミサイル防衛網だけで完全に対応すること
は難しくなりつつあります。そのため、反撃能力を保
有する必要があります。

反撃能力とは、わが国に対する武力攻撃が発生し、
その手段として弾道ミサイル等による攻撃が行われた
場合、「武力の行使」の三要件に基づき、そのような攻
撃を防ぐのにやむを得ない必要最小限度の自衛の措置
として、相手の領域において、わが国が有効な反撃を
加えることを可能とする、スタンド・オフ防衛能力等
を活用した自衛隊の能力のことを言います。

こうした有効な反撃を加える能力を持つことによ
り、武力攻撃そのものを抑止し、万一、相手からミサ
イルが発射される際にも、ミサイル防衛網により、飛
来するミサイルを防ぎつつ、反撃能力により相手から
の更なる武力攻撃を防ぎ、国民の命や平和な暮らしを
守っていきます。

この反撃能力については、1956年2月29日に政
府見解※1として、憲法上、「誘導弾等による攻撃を防
御するのに、他に手段がないと認められる限り、誘導
弾等の基地をたたくことは、法理的には自衛の範囲に
含まれ、可能である」としたものの、これまで政策判
断として保有することとしてこなかった能力に当たる
ものです。

この政府見解は、2015年の平和安全法制に際して
示された武力の行使の三要件の下で行われる自衛の措
置にもそのまま当てはまるものであり、今般保有する
こととする能力は、この考え方の下で上記三要件を満
たす場合に行使しうるものです。

反撃能力の行使の対象について、政府は、従来、法
理上は、誘導弾等による攻撃を防ぐのに他に手段がな
い場合における「やむを得ない必要最小限度の措置」
をとることは可能であると説明してきており、いかな
る措置が自衛の範囲に含まれるかについては、個別具
体的に判断されるものであり、この考え方は、反撃能

力においても同様です。他方、どこでも攻撃してよい
というものではなく、攻撃を厳格に軍事目標に対する
ものに限定するといった国際法の遵守を当然の前提と
した上で、ミサイル攻撃を防ぐのにやむを得ない必要
最小限度の措置の対象を個別具体的な状況に照らして
判断していくものです。

また、政府としては、従来から、憲法第9条の下で
わが国が保持することが禁じられている戦力とは、自
衛のための必要最小限度の実力を超えるものを指すと
解されており、これに当たるか否かは、わが国が保持
する全体の実力についての問題である一方で、個々の
兵器のうちでも、性能上専ら相手国の国土の壊滅的破
壊のためにのみ用いられる、いわゆる攻撃的兵器※2を
保有することは、これにより直ちに自衛のための必要
最小限度の範囲を超えることとなるため、いかなる場
合にも許されないと考えてきており、この一貫した見
解を変更する考えはありません。
※1　 政府の統一見解（鳩山内閣総理大臣答弁船田防衛庁長官

代読（1956年2月29日））  
わが国に対して急迫不正の侵害が行われ、その侵害の手
段としてわが国土に対し、誘導弾などによる攻撃が行わ
れた場合、座して自滅を待つべしというのが憲法の趣旨
とするところだというふうには、どうしても考えられな
いと思うのです。そういう場合には、そのような攻撃を防
ぐのに万やむを得ない必要最小限度の措置をとること、
たとえば、誘導弾等による攻撃を防御するのに、他に手段
がないと認められる限り、誘導弾などの基地をたたくこ
とは、法理的には自衛の範囲に含まれ、可能であるという
べきものと思います。

※2　例えばICBM、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母

反撃能力解 説解 説
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撃は許されないことはいうまでもない。また、日米の基
本的な役割分担は今後も変更はないが、わが国が反撃能
力を保有することに伴い、日米が協力して対処していく
こととなる。

（2）国全体の防衛体制の強化
わが国を守るためには自衛隊が強くなければならない

が、わが国全体で連携しなければ、わが国を守ることは
できない。このため、防衛力の抜本的強化に加え、外交
力、情報力、経済力、技術力を含めた国力を統合し、あら
ゆる政策手段を体系的に組み合わせて国全体の防衛体制
を構築していく。その際、政府一体となった取組を強化
していくため、政府内の縦割りを打破していくことが不
可欠であることから、防衛力の抜本的強化を補完する不
可分一体の取組として、わが国の国力を結集した総合的
な防衛体制を強化する。また、政府と地方公共団体、民
間団体などとの協力を推進する。

具体的な取組としては、まず、わが国自身の防衛体制
の強化に裏付けられた外交努力であり、わが国として自
由で開かれたインド太平洋（FOIP）というビジョンの
推進などを通じて力強い外交を推進する。また、力によ
る一方的な現状変更やその試みを抑止するとの意思と能
力を示し続け、相手の行動に影響を与えるために、事態
に応じて柔軟に選択される抑止措置（FDO）としての訓
練・演習などや戦略的コミュニケーション（S

Strategic Communications
C）を、政

府一体となって、また同盟国・同志国などと共に充実・
強化していく必要がある。

さらに、認知領域を含む情報戦などへの対応を強化
し、有事はもとより、平素から政府全体での対応を強化
していく。

加えて、平素から関係機関が連携して行動し、対処の
実効性を向上させるため、有事を念頭に置いた自衛隊と
警察や海上保安庁との間の訓練や演習を実施し、特に武
力攻撃事態における防衛大臣による海上保安庁の統制要
領を含め、必要な連携要領を確立する。

宇宙・サイバー・電磁波領域は、国民生活にとっての
基幹インフラであるとともに、わが国の防衛にとっても
領域横断作戦を遂行するうえで死活的に重要であること
から、政府全体でその能力を強化していく。

先端技術に裏付けられた新しい戦い方が勝敗を決する
時代において、先端技術を防衛目的で活用することが死
活的に重要となっていることから、総合的な防衛体制の

強化のための府省横断的な仕組みのもと、防衛省・自衛
隊のニーズを踏まえ、政府関係機関の研究開発を防衛目
的に活用していく。

国民の命を守りながらわが国への侵攻に対処し、ま
た、大規模災害を含む各種事態に対処するにあたって
は、国の行政機関、地方公共団体、公共機関、民間事業者
が協力・連携して統合的に取り組む必要がある。そのた
め、防衛ニーズを踏まえ、総合的な防衛体制の強化のた
めの府省横断的な仕組みのもと、特に南西地域における
空港・港湾などの整備・強化、平素からの空港・港湾な
どの使用のための関係省庁間での調整枠組みの構築など
の各種施策を実施するほか、政府全体として国民保護訓
練の強化などの各種施策を行う。また、自衛隊による海
空域や電磁波を円滑に利用し、防衛関連施設の機能を十
全に発揮できるよう、風力発電施設の設置などの社会経
済活動との調和を図る効果的な仕組みを確立する。あわ
せて、弾薬・燃料などの輸送・保管などについて、さら
なる円滑化のための措置を講ずる。

わが国の領海などにおける国益や重要なシーレーンの
安定的利用の確保などに取り組むため、自衛隊・海上保
安庁が緊密に協力・連携しつつ、同盟国・同志国などと
海洋安全保障協力を推進する。

最後に、自衛隊及び在日米軍が、平素からシームレス
かつ効果的に活動できるよう、自衛隊施設及び米軍施設
周辺の地方公共団体や地元住民の理解及び協力をこれま
で以上に獲得していく。また、地方によっては、自衛隊
の部隊による急患輸送や存在そのものが地域コミュニ
ティーの維持・活性化に大きく貢献していることを踏ま
え、部隊の改編や駐屯地・基地などの配備・運営にあ
たっては、地方公共団体や地元住民の理解を得られるよ
う、地域の特性や地元経済への寄与に配慮する。

3　第2のアプローチ：日米同盟によ
る共同抑止・対処

第二のアプローチは、日米同盟のさらなる強化である。
米国との同盟関係は、わが国の安全保障の基軸であり、
わが国の防衛力の抜本的強化は、米国の能力のより効果
的な発揮にも繋がり、日米同盟の抑止力・対処力を一層
強化するものとなる。日米は、こうした共同の意思と能
力を顕示することにより、力による一方的な現状変更や
その試みを抑止する。そのうえで、わが国への侵攻が生
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起した場合には、日米共同対処により侵攻を阻止する。
このため、日米両国は、その戦略を整合させ、共に目標
を優先づけることにより、同盟を絶えず現代化し、共同
の能力を強化する。その際、わが国は、わが国自身の防
衛力の抜本的強化を踏まえて、日米同盟のもとで、わが
国の防衛と地域の平和及び安定のため、より大きな役割
を果たしていく。具体的には、以下の施策に取り組んで
いく。

まず、日米共同の抑止力・対処力の強化である。わが
国の防衛戦略と米国の国防戦略は、あらゆるアプローチ
と手段を統合させて、力による一方的な現状変更を起こ
させないことを最優先とする点で軌を一にしている。こ
れを踏まえ、即応性・抗たん性を強化し、相手にコスト
を強要し、わが国への侵攻を抑止する観点から、それぞ
れの役割・任務・能力に関する議論をより深化させ、日
米共同の統合的な抑止力をより一層強化していく。

次に、同盟調整機能の強化である。日米両国による整
合的な共同対処を行うため、同盟調整メカニズム

（ACM）を中心とする日米間の調整機能をさらに発展さ
せる。また、日米同盟を中核とする同志国などとの連携
を強化するため、ACMなどを活用し、運用面における
より緊密な調整を実現する。

さらに、共同対処基盤の強化として、情報保全、サイ
バーセキュリティ、防衛装備・技術協力など、あらゆる
段階における日米共同での実効的な対処を支える基盤を
強化する。

最後に、在日米軍の駐留を支える取組である。厳しい
安全保障環境に対応する、日米共同の態勢の最適化を図
りつつ、在日米軍再編の着実な進展や在日米軍の即応
性・抗たん性強化を支援する取組など、在日米軍の駐留
を安定的に支えるための各種施策を推進する。

4　第3のアプローチ：同志国などと
の連携

第三のアプローチは、同志国などとの連携の強化であ
る。力による一方的な現状変更やその試みに対応し、わ
が国の安全保障を確保するため、同盟国のみならず1カ
国でも多くの国々との連携を強化することが極めて重要
である。その観点から、FOIPというビジョンの実現に
資する取組を進めていく。また、地域や各国の特性など
を考慮した多角的・多層的な防衛協力・交流を積極的に
推進する。この際、同志国などとの連携の推進の一方で、
中国やロシアとの意思疎通についても留意していく。

	 55	 防衛力の抜本的強化にあたって重視する能力（7つの重視分野）
防衛戦略などに示された基本方針及びこれらと整合さ

れた統合的な運用構想により導き出された、わが国の防
衛上必要な7つの機能・能力の基本的な考え方とその内
容は次のとおりである。

1　スタンド・オフ防衛能力
東西南北、それぞれ約3,000キロに及ぶわが国領域を

守り抜くため、侵攻してくる艦艇や上陸部隊などに対し
て脅威圏外から対処するスタンド・オフ防衛能力を抜本
的に強化する。まず、様々な地点から重層的に艦艇など
を阻止・排除できる必要十分な能力を保有し、各種プ
ラットフォームから発射でき、また、高速滑空飛翔や極
超音速飛翔などの迎撃困難な能力を強化する。このため、
2027年度までにスタンド・オフ・ミサイルを運用可能
な能力を強化するが、国産ミサイルの増産体制確立前に
十分な能力の早期確保のため、外国製のスタンド・オ

フ・ミサイルを取得する。今後、おおむね10年後まで
に、航空機発射型スタンド・オフ・ミサイルを運用可能
な能力を強化するとともに、迎撃困難な飛翔を行うこと
が可能な高速滑空弾、極超音速誘導弾、その他スタン
ド・オフ・ミサイルを運用する能力を獲得する。

2　統合防空ミサイル防衛能力
極超音速兵器などへ対応するため、探知・追尾能力や

迎撃能力などの対処能力を抜本的に強化する。相手から
のわが国に対するミサイル攻撃については、まず、ミサ
イル防衛システムにより公海及びわが国の領域の上空で
ミサイルを迎撃する。そのうえで、攻撃を防ぐためにや
むを得ない必要最小限度の自衛の措置として、相手の領
域において有効な反撃を加える能力としてスタンド・オ
フ防衛能力などを活用する。こうした反撃能力を保有す
ることにより、相手のミサイル発射を制約し、ミサイル
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防衛システムによる迎撃を行いやすくすることで、ミサ
イル防衛と相まってミサイル攻撃そのものを抑止してい
く。このため、2027年度までに、警戒管制レーダーや地
対空誘導弾の能力を向上させるとともに、イージス・シ
ステム搭載艦を整備する。また、指向性エネルギー兵器
などにより、小型無人機などに対処する能力を強化する。
今後、おおむね10年後までに、滑空段階での極超音速兵
器への対処能力の研究などにより、統合防空ミサイル防
衛能力を強化する。

イージス・システム搭載艦（イメージ）

3　無人アセット防衛能力
無人装備をAIや有人装備と組み合わせ、非対称的な

優勢を獲得することが可能であるため、無人アセットを
情報収集・警戒監視のみならず、戦闘支援などの幅広い
任務に効果的に活用する。また、自衛隊の装備体系、組
織の最適化の取組を推進する。このため、2027年度ま
でに無人アセットを早期装備化やリースなどにより導入
し、幅広い任務での実践的な能力を獲得する。今後、お
おむね10年後までに、無人アセットを用いた戦い方を
さらに具体化し、わが国の地理的特性などを踏まえた機
種の開発・導入を加速し、本格運用を拡大する。

4　領域横断作戦能力
宇宙・サイバー・電磁波の領域や陸海空の領域におけ

る能力を有機的に融合し、相乗効果によって全体の能力
を増幅させる領域横断作戦により、個別の領域が劣勢で
ある場合にもこれを克服し、わが国の防衛を全うするこ

とがますます重要になっている。まず、宇宙・サイバー・
電磁波の領域については相手方の利用を妨げ、又は無力
化する能力を含め能力を強化・拡充する。そのうえで、
①宇宙領域については、衛星コンステレーションを含む

新たな宇宙利用の形態を積極的に取り入れ、陸・海・
空の領域における作戦能力を向上させる。同時に、宇
宙空間の安定的利用に対する脅威に対応するため、宇
宙領域把握（SDA）体制を確立するとともに、様々な
状況に対応して任務を継続できるように宇宙アセッ
トの抗たん性強化に取り組む。このため、2027年度
までに宇宙を利用して部隊行動に必要不可欠な基盤
を整備するとともに、SDA能力を強化する。今後、お
おむね10年後までに、宇宙利用の多層化・冗長化や
新たな能力の獲得などにより、宇宙作戦能力をさらに
強化する。

②サイバー領域では、防衛省・自衛隊において、能動的
サイバー防御を含むサイバー安全保障分野における
政府全体での取組と連携していく。その際、重要なシ
ステムなどを中心に常時継続的にリスク管理を実施
する態勢に移行し、これに対応するサイバー要員を大
幅増強する。このため、2027年度までに、サイバー攻
撃状況下においても、指揮統制能力及び優先度の高い
装備品システムを保全できる態勢を確立し、また防衛
産業のサイバー防衛を下支えできる態勢を確立する。
今後、おおむね10年後までに、サイバー攻撃状況下
においても、指揮統制能力、戦力発揮能力、作戦基盤
を保全し任務が遂行できる態勢を確立しつつ、自衛隊
以外へのサイバーセキュリティを支援できる態勢を
強化する。

③電磁波領域では、相手方からの通信妨害などの厳しい
電磁波環境の中においても、自衛隊の電子戦及びその
支援能力を有効に機能させ、相手によるこれらの作戦
遂行能力を低下させる。また、電磁波の管理機能を強
化し、自衛隊全体でより効率的に電磁波を活用する。

④領域横断作戦の基本となる陸上防衛力・海上防衛力・
航空防衛力は、海上優勢・航空優勢を維持・強化する
ための艦艇・戦闘機などの着実な整備などにより、抜
本的に強化していく。

5　指揮統制・情報関連機能
今後、より一層、戦闘様相が迅速化・複雑化していく
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状況において、戦いを制するためには、各級指揮官の適
切な意思決定を相手方よりも迅速かつ的確に行い、意思
決定の優越を確保する必要があることから、AI導入な
どを含めネットワークの抗たん性やISRT能力を強化す
る。このため、2027年度までに、ハイブリッド戦や認知
領域を含む情報戦に対処可能な情報能力を整備する。ま
た、衛星コンステレーションなどによるニアリアルタイ
ムの情報収集能力を整備する。今後、おおむね10年後ま
でに、AIを含む各種手段を最大限に活用し、情報収集・
分析などの能力をさらに強化する。

また、これまで以上に、わが国周辺国などの意思と能
力を常時継続的かつ正確に把握する必要があるため、情
報本部を中心に分析能力を強化する。これに加え、偽情
報の流布を含む情報戦などに対処するための取組も抜本
的に強化するとともに、同盟国・同志国などとの情報共
有や共同訓練などを実施する。

6　機動展開能力・国民保護
島嶼部を含むわが国への侵攻に対しては、海上優勢・

航空優勢を確保し、わが国に侵攻する部隊の接近・上陸
を阻止するため、平素配備している部隊が常時活動する
とともに、状況に応じて必要な部隊を迅速に機動展開さ
せる必要がある。このため、自衛隊自身の海上・航空輸
送力を強化しつつ、民間の輸送力を最大限活用する。ま
た、自衛隊の部隊が円滑かつ効果的に活動できるよう、
平素から空港・港湾施設などの利用拡大や補給能力の向
上を実施する。また、自衛隊は島嶼部における侵害排除
のみならず、強化された機動展開能力を住民避難に活用
し、国民保護の任務を実施する。このため、2027年度ま
でに、民間資金等活用事業（PFI）船舶の活用の拡大など
により、輸送能力を強化する。今後、おおむね10年後ま
でに、輸送能力をさらに強化しつつ、補給拠点の改善に
より輸送・補給を一層迅速化する。

7　持続性・強靱性
将来にわたりわが国を守り抜くうえで、弾薬、燃料、

装備品の可動数といった現在の自衛隊の継戦能力は、必
ずしも十分ではない。そのため、弾薬の生産能力の向上
や製造量に見合う火薬庫の確保を進め、必要十分な弾
薬・燃料を早急に保有するとともに、装備品の可動率を
向上させるための体制を早急に確立する。このため、
2027年度までに必要な弾薬を保有し火薬庫を増設する
とともに、部品不足を解消して、計画整備など以外の装
備品が全て可動する体制を確保する。今後、おおむね10
年後までに、火薬庫の増設を完了し、弾薬や装備品の部
品について、適正な在庫の確保を維持する。

さらに、平素においては自衛隊員の安全を確保し、有
事においても容易に作戦能力を喪失しないよう、主要司
令部の地下化・構造強化、施設の再配置などを実施する。
また、隊舎・宿舎の着実な整備や老朽化対策を行う。気
候変動の問題は今後の防衛省・自衛隊の運用や各種計画
などに一層影響をもたらすことから、各種課題に対応し
ていく。このため、2027年度までに、司令部の地下化、
主要な基地・駐屯地内の再配置・集約化を進め、各施設
の強靱化を図る。今後、おおむね10年後までに、防衛施
設の更なる強靱化を図る。最後に、自衛隊員の継戦能力
向上のため、衛生機能も強化する。

PFI船舶を活用した訓練
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	 66	 将来の自衛隊のあり方

1　7つの重視分野における自衛隊の
役割

重視する能力の7つの分野において、各自衛隊は以下
の役割を担う。

スタンド・オフ防衛能力では、各自衛隊が車両、艦艇、
航空機からのスタンド・オフ・ミサイル発射能力につい
て必要十分な数量を整備する。

統合防空ミサイル防衛能力では、海上自衛隊の護衛艦
が上層、陸上自衛隊及び航空自衛隊の地対空誘導弾が下
層における迎撃を担うことを基本として将来の経空脅威
への対応能力を強化する。また、各自衛隊はスタンド・
オフ防衛能力などを反撃能力として活用する。

無人アセット防衛能力は、各自衛隊が各々の任務分担
に従い、既存の部隊の見直しを進めつつ、航空・海上・
水中・陸上の無人アセット防衛能力を大幅に強化する。

領域横断作戦のうち、宇宙領域では、航空自衛隊にお
いてSDA能力をはじめとする各種機能を強化する。サ
イバー領域では、防衛省・自衛隊としてわが国全体のサ
イバーセキュリティ強化に貢献するため、自衛隊全体で
強化を図り、特に陸上自衛隊が人材育成などの基盤拡充
の中核を担っていくこととする。電磁波領域では、各自
衛隊において、電子戦装備を取得・増強する。

指揮統制・情報関連機能では、各自衛隊の情報収集能
力の強化などを行う。また、スタンド・オフ・ミサイル
の運用に必要なISRTを含む情報本部の情報機能を抜本
的に強化するとともに、指揮統制機能との連携を強化す
る。

機動展開能力・国民保護では、陸上自衛隊は中型・小
型船舶などを、海上自衛隊は輸送艦などを、航空自衛隊
は輸送機などを確保することにより、機動・展開能力を
強化する。また、陸上自衛隊は、沖縄における国民保護
をも目的として、部隊強化を含む体制強化を図る。

持続性・強靱性では、各自衛隊は平素から弾薬及び可
動装備品を必要数確保するとともに、能力発揮の基盤と
なる防衛施設の抗たん性を強化する。

2　自衛隊の体制整備の考え方
7つの分野における役割を踏まえ、統合運用体制の整

備及び陸上自衛隊・海上自衛隊・航空自衛隊の体制整備
は、次のような基本的考え方により行う。

統合運用態勢の強化では、既存の組織の見直しにより
常設の統合司令部を創設し、統合運用に資する装備体系
を検討する。

陸上自衛隊では、スタンド・オフ防衛能力、迅速な機
動・分散展開、指揮統制・情報関連機能を重視した体制
を整備する。

海上自衛隊では、防空能力、情報戦能力、スタンド・
オフ防衛能力などの強化、省人化・無人化の推進、水中
優勢を獲得・維持しうる体制を整備する。

航空自衛隊では、機動分散運用、スタンド・オフ防衛
能力などを強化する。また、宇宙利用の優位性を確保し
うる体制を整備し、航空自衛隊を航空宇宙自衛隊とする。

情報本部では、情報戦対応の中心的な役割を担うとと
もに、他国の軍事活動などを把握し、分析・発信する能
力を抜本的に強化する。

これらに加え、わが国全体のサイバーセキュリティ強
化に貢献するため、自衛隊全体で抜本的に強化する。

3　政策立案機能の強化
自衛隊が能力を十分に発揮し、厳しさ、複雑さ、ス

ピード感を増す戦略環境に対応するためには、戦略的・
機動的な防衛政策の企画立案が必要とされており、その
機能を抜本的に強化していく。この際、有識者から政策
的な助言を得るための会議体を設置する。また、自衛隊
の将来の戦い方とそのために必要な先端技術の活用・育
成・装備化について、関係省庁や民間の研究機関、防衛
産業を中核とした企業との連携を強化しつつ、戦略的な
観点から総合的に検討・推進する態勢を強化する。さら
に、こうした取組を推進し、政策の企画立案を支援する
ため、防衛研究所を中心とする防衛省・自衛隊の研究体
制を見直し・強化し、知的基盤としての機能を強化する。
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	 77	 国民の生命・身体・財産の保護・国際的な安全保障協力への取組

1　国民の生命・身体・財産の保護に
向けた取組

わが国への侵攻のみならず、大規模テロや原子力発電
所をはじめとする重要インフラに対する攻撃、大規模災
害、感染症危機などは深刻な脅威であり、国の総力を挙
げて全力で対応していく必要がある。そのため、防衛
省・自衛隊は、抜本的に強化された防衛力を活用し、警
察、海上保安庁などの関係機関と緊密に連携しつつ対処
を行う。また、外国での災害・騒乱などが発生した際に
は、外交当局と緊密に連携して、在外邦人等を迅速かつ
的確に保護し、輸送する。また、平素から関係機関と連

携体制を構築し、住民の避難誘導を含む国民保護のため
の取組を円滑に実施できるようにする。

2　国際的な安全保障協力への取組
わが国の平和と安全のため、積極的平和主義の立場か

ら、国際的な課題への対応に積極的に取り組み、国際平
和協力活動については、わが国の得意とする施設、衛生
といった分野を中心として活動をしていく。また、引き
続き現地ミッション司令部要員などの派遣に加え、能力
構築支援の実施などを行う。

	 88	 いわば防衛力そのものとしての防衛生産・技術基盤
防衛生産・技術基盤は、自国での装備品の開発・生

産・調達を安定的に確保し、新しい戦い方に必要な先端
技術を防衛装備品に取り込むために不可欠な基盤である
ことから、いわば防衛力そのものと位置づけられるもの
であり、その強化は必要不可欠である。そのため、新た
な戦い方に必要な力強く持続可能な防衛産業の構築、リ
スク対処、販路拡大などに取り組んでいく。

1　防衛生産基盤の強化
わが国の防衛産業は、自衛隊の任務遂行にあたっての

装備品の確保の面から、防衛省・自衛隊と共に国防を担
うパートナーというべき重要な存在であり、高度な装備
品を生産し、高い可動率を確保できる能力を維持・強化
していく必要がある。防衛産業がこのような大きな役割
を果たすために、サプライチェーン全体を含む基盤の強
化を図っていく。その際、適正な利益確保のための新た
な利益率算定方式の導入による事業の魅力化を図るとと
もに、既存のサプライチェーンの維持・強化と新規参入
促進を推進する。

また、装備品の取得に際して、企業の予見可能性を図
りつつ、国内基盤を維持・強化する観点を一層重視し、
技術的、質的、時間的な向上を図るとともに、他に手段
がない場合における国自身が製造施設などを保有する形
態を検討していく。

さらに、国際水準を踏まえたサイバーセキュリティを
含む産業保全を強化し、併せて機微技術管理の強化に取
り組む。

2　防衛技術基盤の強化
新しい戦い方に必要な装備品を取得するためには、わ

が国が有する技術をいかに活用していくかが極めて重要
である。そのため、防衛産業や非防衛産業の技術を早期
装備化につなげる取組を積極的に推進する。

さらに、わが国主導の国際共同開発を推進するなど同
盟国・同志国などとの協力・連携を進めていく。また、
民生先端技術を積極活用するための枠組みを構築するほ
か、総合的な防衛体制強化のための府省横断的な仕組み
を活用する。

3　防衛装備移転の推進
防衛装備品の海外への移転は、特にインド太平洋地域

における平和と安定のために、力による一方的な現状変
更を抑止して、わが国にとって望ましい安全保障環境の
創出や、国際法に違反する侵略や武力の行使又は武力に
よる威嚇を受けている国への支援などのための重要な政
策的な手段となる。こうした観点から、防衛装備移転三
原則や運用指針をはじめとする制度の見直しについて検
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討する。また、官民一体となった防衛装備移転の円滑化
のため、基金を創設し企業支援を行う。

	 99	 防衛力の中核である自衛隊員の能力を発揮するための基盤の強化

1　人的基盤の強化
防衛力の中核である自衛隊員について、必要な人員を

確保し、全ての隊員が遺憾なく能力を発揮できる組織環
境を整備する必要がある。そのため、生活・勤務環境の
整備、処遇の向上、女性隊員がさらに活躍できる環境醸
成などに引き続き取り組む。また、ハラスメントは人の
組織である自衛隊の根幹を揺るがすものであることを各
自衛隊員が改めて認識し、ハラスメントを一切許容しな
い組織環境を構築する。

採用については、質の高い人材を必要数確保するた
め、募集能力の一層の強化を図り、民間人材も含め専門
的な知識・技能を持つ人材を確保する。特に、艦艇乗組
員やレーダーサイトの警戒監視要員など、厳しい環境で
勤務する隊員やサイバー領域などの人材に関する取組を
強化する。また、防衛力の抜本的強化やそれに伴う政策
の企画立案、部隊における運用支援などのために必要と
なる事務官・技官などを確保し、さらに必要な制度の検
討を行うなど、人的基盤の強化に取り組む。

このように、自衛隊員が育児、出産、介護など各種のラ
イフイベントを迎える中にあっても、遺憾なくその能力
を発揮できる組織環境づくりにも配慮し、自衛隊員とし
てのライフサイクル全般に着目した大胆な施策を講じる。

2　衛生機能の変革
自衛隊衛生については、これまで重視してきた自衛隊

員の壮健性の維持から、有事において隊員の生命・身体
を救う組織へ変革する。このため、国内外における多様
な任務に対応しうるよう統合衛生体制・態勢を構築す
る。また、南西地域の医療拠点の整備など第一線から後
送先までのシームレスな医療・後送態勢を確立するとと
もに、外傷医療に不可欠な血液・酸素を含む衛生資器材
を確保する。さらに、防衛医科大学校も含め、自衛隊衛
生の総力を結集できる態勢を構築し、戦傷医療対処能力
の向上を図る。

患者搬送訓練の様子

	1010	 留意事項
防衛戦略は、安保戦略のもと、他の分野の戦略と整合

をもって実施され、国家安全保障会議において定期的に
体系的な評価を行う。また、安全保障環境の変化、特に
相手方の能力に着目し、統合的な運用構想に基づき、実
効的に対処できる防衛力を構築していくため、必要な能
力に関する評価を常に実施する。

また、防衛戦略に基づく防衛力の抜本的強化は、将来

にわたり、維持・強化していく必要がある。このため、
防衛力の抜本的強化のあり方について中長期的な観点か
ら不断に検討を行う。

防衛戦略はおおむね10年間の期間を念頭に置いてい
るが、国際情勢や技術的水準の動向などについて重要な
変化が見込まれる場合には必要な修正を行う。

資料：国家防衛戦略
URL：https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/guideline/index.html
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	第1節	 防衛力整備計画の内容

1	 いわゆる53中業と56中業である。

本節では防衛力整備計画（整備計画）の策定の趣旨や
内容について記載する。整備計画の内容は、既に防衛省
HPで公表されていることから、本節では、整備計画に

おける要点を中心に、その背景や考え方などを記載する。
なお、策定の経緯については、第Ⅱ部第1章第3節（わが
国の安全保障政策の体系）を参照。

	 11	 防衛力整備計画の意義
国の防衛は国家存立の基盤であるが、必要となる防衛

力を整備していくには時間を要することを忘れてはなら
ない。防衛力整備は、最終的には各年度の予算に従い行
われるが、例えば、F-35A戦闘機は、契約を行ってから
空自の部隊に納入されるまでに5年を要する。また、防
衛力として効果的に活用するためには、機体の購入だけ
でなく、格納庫などの施設整備、操縦者や整備員など隊
員の教育、部隊の練成なども必要であり、それらは短期
になしえない。また、次期戦闘機のように新たな装備品
を研究開発するにも長い時間を要する。そのため、防衛
力整備は、具体的な見通しに立って、継続的かつ計画的
に行うことが必要である。

このため、51大綱策定以降、防衛庁（当時）は、大綱

に基づき各年度の防衛力整備を進めるにあたっての主要
事業をまとめた防衛庁限りの見積りとして、「中期業務
見積り」を1978年及び1981年に作成した1。その後、政
府の責任において中期的な防衛力整備の方向を内容と経
費面の両面にわたって示す観点から、政府は、1986年
度以降、5年間を対象期間とする中期的な防衛力整備計
画（中期防衛力整備計画）を策定し、これに基づき、各年
度の防衛力整備を行っている。

今般策定した整備計画は、防衛戦略のもとにおける初
めての整備計画であり、防衛戦略に定める多次元統合防
衛力の抜本的強化に向け、防衛力の水準やそれに基づく
5か年の経費総額や主要装備品の整備数量などを定めた
整備計画となっている。

	 22	 計画の方針
整備計画は防衛戦略に従い、以下を基本方針として、

防衛力の整備、維持及び運用を効果的かつ効率的に行う
こととしている。

まず、7つの重視分野として、わが国への侵攻そのも
のを抑止するために、遠距離から侵攻戦力を阻止・排除
できるよう、「スタンド・オフ防衛能力」と「統合防空ミ
サイル防衛能力」を強化する。また、万が一、抑止が破
れ、わが国への侵攻が生起した場合には、これらの能力
に加え、有人アセット、さらに無人アセットを駆使する
とともに、水中・海上・空中といった領域を横断して優

越を獲得し、非対称的な優勢を確保できるようにするた
め、「無人アセット防衛能力」、「領域横断作戦能力」、「指
揮統制・情報関連機能」を強化する。さらに、迅速かつ
粘り強く活動し続けて、相手方の侵攻意図を断念させら
れるようにするため、「機動展開能力・国民保護」、「持続
性・強靱性」を強化する。また、いわば防衛力そのもの
である防衛生産・技術基盤に加え、防衛力を支える人的
基盤なども重視する。

次に、装備品の取得にあたっては、能力の高い新たな
装備品の導入、既存の装備品の延命、能力向上などを適
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切に組み合わせ、必要十分な量と質の防衛力を確保する。
その際、装備品のライフサイクルを通じたプロジェクト
管理の強化などによるコスト削減に努め、費用対効果の
向上を図る。また、自衛隊の現在および将来の戦い方に
直結しうる分野のうち、特に政策的に緊急性・重要性が
高い事業は、民生先端技術の活用などにより、着実に早
期装備化を実現する。

さらに、採用の取組強化や予備自衛官などの活用、女
性の活躍推進、多様かつ優秀な人材の有効な活用、生
活・勤務環境の改善、人材の育成、処遇の向上などの人
的基盤の強化に関する各種施策を総合的に推進する。

加えて、日米共同の統合的な抑止力を一層強化するた
め、領域横断作戦にかかる協力及び相互運用性の向上な
どを推進するとともに、日米共同での実効的な対処力を

支える基盤を強化するため、情報保全及びサイバーセ
キュリティにかかる取組並びに防衛装備・技術協力を強
化する。また、在日米軍の駐留を支えるための施策を着
実に実施する。また、自由で開かれたインド太平洋とい
うビジョンを踏まえ、多角的・多層的な防衛協力・交流
を積極的に推進するため、各種協定の制度的枠組みの整
備に更に推進するとともに、共同訓練・演習、防衛装
備・技術協力などを含む取組などを推進する。

最後に、防衛力の抜本的強化にあたっては、スクラッ
プ・アンド・ビルドを徹底して、組織定員と装備の最適
化を実施するとともに、効率的な調達などを進めて大幅
なコスト縮減を実現してきたこれまでの努力を更に強化
していく。あわせて、人口減少と少子高齢化を踏まえ、
無人化・省人化・最適化を徹底していく。

	 33	 自衛隊の能力などに関する主要事業
2027年度までに、わが国への侵攻に対し、わが国が

主たる責任をもって対処し、同盟国などの支援を受けつ
つ、これを阻止・排除できる防衛力を構築するため、7
つの主要事業を実施することとし、その主たる内容は以
下のとおりである。

1　スタンド・オフ防衛能力
わが国に侵攻する艦艇などに対して脅威圏外から対処

する能力を強化するため、2027年度までに、防衛産業
による国内製造態勢の拡充などの後押しや、研究開発・
量産の前倒しといった工夫を行いつつ、実践的な運用能
力を獲得する。おおむね10年後までにより長射程化さ
れ、効果的な飛しょう形態をとるスタンド・オフ・ミサ
イルを必要かつ十分な数量を保有する。

また、スタンド・オフ防衛能力の実効性確保のため、
衛星コンステレーションの活用や、無人機（UAV）、目
標観測弾の整備等により情報収集・分析機能及び指揮統
制機能を強化する。スタンド・オフ・ミサイルの運用は、
目標情報の収集、各部隊への目標の割当てを含む一連の
指揮統制を一元的に行う必要があるため、統合運用を前
提とした態勢を構築する。

2　統合防空ミサイル防衛能力
2027年度までに、イージス・システム搭載艦を整備

するほか、地対空誘導弾ペトリオット・システムの改修
及び新型レーダー（LTAMDS）の導入などの既存アセッ
トの能力向上により極超音速滑空兵器（H

Hypersonic Glide Vehicle
GV）などへの

対処能力を強化しつつ、小型無人機に対処する能力など
を構築する。おおむね10年後までに、滑空段階で極超音
速滑空兵器（HGV）などに対処するシューターなどによ
り対処能力を一層強化するとともに、ノンキネティック
な迎撃手段の本格導入により小型無人機などに対する対
処能力を獲得する。また、各種アセットをネットワーク
で連接し、効率的な戦闘を実現する。

そのうえで、弾道ミサイルなどの攻撃を防ぐためにや
むを得ない必要最小限度の自衛の措置として、相手の領
域において、有効な反撃を加える能力（反撃能力）とし
て、スタンド・オフ防衛能力などを活用する。

3　無人アセット防衛能力
人的損耗を局限しつつ任務を遂行するため、2027年

度までに、国内外の既存の無人機（UAV）・無人車両
（UGV）などの無人アセット（装備品）をリースなどに
より早期に取得し、運用実証を経て、既存の装備体系・
人員配置を見直しつつ、無人装備品の実践的な運用能力
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を強化する。おおむね10年後までに、無人アセットを用
いた戦い方を更に具体化し、わが国の地理的特性などを
踏まえた機種の開発・導入を加速し、本格運用を拡大す
る。また、AIなどを用いて複数の無人アセットを同時制
御する能力などを整備する。

4　領域横断作戦能力
宇宙領域においては、2027年度までに、スタンド・オ

フ・ミサイルの運用をはじめとする領域横断作戦能力を
向上させるため、衛星コンステレーションの構築など、
宇宙領域を活用した情報収集、通信などの各種能力を一
層向上させる。また、宇宙領域の安定的利用に対する脅
威が増大することを踏まえ、相手方の指揮統制・情報通
信などを妨げる能力を更に強化する。加えて、平素から
の宇宙領域把握（SDA）に関する能力を強化する。おお
むね10年後までに、宇宙利用の多層化・冗長化や新たな
能力の獲得などにより、宇宙作戦能力をさらに強化する。

サイバー領域においては、2027年度までに、サイバー
攻撃を受けている状況下においても、指揮統制能力及び
優先度の高い装備品システムを保全できる態勢を確立
し、また防衛産業のサイバー防衛を支援できる態勢を確
立する。おおむね10年後までに、サイバー攻撃を受けて
いる状況下においても、指揮統制能力及び戦力発揮能力
を保全し、自衛隊の任務遂行を保証できる態勢を確立し
つつ、自衛隊以外へのサイバーセキュリティを支援でき
る態勢を強化する。また、わが国へのサイバー攻撃に際
して当該攻撃に用いられる相手方のサイバー空間の利用
を妨げる能力の構築にかかる取組を強化する。これらの
取組を行う組織全体としての能力を強化するため、
2027年度を目途に、自衛隊サイバー防衛隊などのサイ
バー関連部隊を約4,000人に拡充し、さらに、システム
調達や維持運営などのサイバー関連業務に従事する隊員
に対する教育を実施する。これにより、2027年度を目
途に、サイバー関連部隊の要員と合わせて防衛省・自衛
隊のサイバー要員を約2万人体制とし、将来的には、更
なる体制拡充を目指す。

電磁波領域においては、2027年度までに、既に着手し
ている取得・能力向上事業などを加速し、相手方の指揮
統制機能の低下に繋がる通信・レーダー妨害機能を強化
する。また、小型無人機などに対処する指向性エネルギー
技術の早期装備化を図る。おおむね10年後までに、優れ

た電子戦能力を有するアセットを着実に整備するととも
に、指向性エネルギーによる無人機対処能力を強化する。

陸海空領域においては、2027年度までに、既に着手
している取得・能力向上事業などを加速し、領域横断作
戦の基本となる陸海空領域の能力を着実に強化する。お
おむね10年後までに、先進的な技術を積極的に活用し、
陸海空のアセットを着実に整備するとともに、無人機と
連携する高度な運用能力を強化する。

5　指揮統制・情報関連機能
2027年度までに、ハイブリッド戦や認知領域を含む

情報戦に対処可能な情報能力を整備する。おおむね10
年後までに、AIを含む各種手段を最大限に活用し、情報
収集・分析などの能力を更に向上させる。また、情報収
集アセットの更なる強化を通じ、リアルタイムで情報共
有可能な体制を確立する。指揮統制機能の強化として、
抗たん性のある通信、システム・ネットワーク及びデー
タ基盤を構築し、スタンド・オフ防衛能力及び統合防空
ミサイル防衛能力をはじめとする各種能力を統合的に運
用するため、リアルタイムに指揮統制を行う態勢を概成
する。また、各自衛隊の一元的な指揮を可能とする指揮
統制能力に関する検討を進め、必要な措置を講じる。

6　機動展開能力・国民保護
2027年度までに、島嶼部への侵攻阻止に必要な部隊

等を南西地域に迅速かつ確実に輸送するため、自衛隊の
輸送アセットの取得を推進する。また、海上輸送力を補
完するため、民間資金等活用事業（PFI）船舶を確保す
る。さらに、南西地域への輸送における自己完結性を高
めるため、輸送車両（コンテナトレーラー）及び荷役器
材（大型クレーン、大型フォークリフトなど）を取得す
る。おおむね10年後までに、輸送能力を更に強化しつ
つ、港湾規模に制約のある島嶼部への輸送の効率性を高
めるため、揚陸支援システムの研究開発を進め、さらに、
補給拠点の改善により輸送・補給の一層の迅速化を図る。

また、機動展開や国民保護の実効性を高めるために、
空港・港湾などの整備・強化に取り組むとともに、自衛
隊の各種アセットも利用した国民保護措置のための調
整・協力や、国民保護にも対応できる自衛隊の部隊の強
化などを推進する。
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7　持続性・強靱性
2027年度までに、必要な各種弾薬・燃料について、早

期に整備するとともに、弾薬を保管するための火薬庫の
増設を促進する。加えて、早期かつ安定的に弾薬を量産
するために、防衛産業による国内製造態勢の拡充などを
後押しする。おおむね10年後までに、新規装備品分も含
め、弾薬の適正在庫確保を維持するとともに、保有予定の
弾薬を全て格納するための火薬庫の増設を完了させる。

防衛装備品の高度化・複雑化に対応しつつ、リードタ
イムを考慮した部品費と修理費の確保により、部品不足
による非可動を解消し、2027年度までに装備品の可動

数を最大化する。おおむね10年後までに新規装備品分
も含め、部品の適正在庫の確保を維持する。

主要な装備品、司令部などを防護し、粘り強く戦う態
勢を確保するため、2027年度までに、南西における特
に重要な司令部の地下化、主要な駐屯地・基地内の再配
置・集約化を進め、各施設の強靱化を図る。また、保管
に必要な火薬庫などを確保する。災害の被害想定が甚大
かつ運用上重要な基地・駐屯地から津波などの災害対策
を推進する。おおむね10年後までに、防衛施設の更なる
強靱化に加え、保有予定の弾薬を全て格納するための火
薬庫の増設を完了する。

図表Ⅱ-4-1-1（防衛力の抜本的強化に当たって重視
する7つの分野の主要事業）

 参照

図表Ⅱ-4-1-1 防衛力の抜本的強化に当たって重視する７つの分野の主要事業

部品取りされたP-1哨戒機の
エンジン

部品取りされたF-2戦闘機

区分 装備品

スタンド・オフ
防衛能力

統合防空
ミサイル防衛
能力

無人アセット
防衛能力

領域横断作戦
能力

指揮統制・
情報関連
機能

機動展開能力・
国民保護

持続性・強靱性

12式地対艦誘導弾
能力向上型の開発

島嶼防衛用
高速滑空弾の研究

極超音速誘導弾
の研究 トマホークの取得 プラットフォームの多様化

FPS－7 FPS－5

能力向上型迎撃ミサイル
（PAC－3MSE）の取得

03式中距離
地対空誘導弾
（改善型）
能力向上

弾道ミサイル
防衛用

迎撃ミサイル
（SM－3

ブロックⅡA）
の取得

長距離艦対空
ミサイル

（SM－6）の
取得レーダーサイトの

換装・整備

偵察用UAV（中域用）
（イメージ）の整備 多用途／攻撃用UAV

（イメージ）の整備 機雷捜索用水中無人機（OZZ-5）の整備

SDA衛星
（イメージ）

の整備

車両搭載型
レーザー装置

の取得
（イメージ）

AI技術を活用した画像の活用（イメージ）
Includes material from ©(2022)Planet Labs PBC.

多用途ヘリ
（UH－2）

の取得

輸送船舶
（イメージ）

の取得

輸送機
（C－2）

の取得
空中給油・輸送機

の取得

非可動機の解消（共食い整備で部品取りされた航空機）

イージス・システム
搭載艦の整備（イメージ）

サイバー要員
の育成・研究
基盤の強化

次期装輪装甲車
の取得

哨戒ヘリSH-60K
（能力向上型）の取得

護衛艦（FFM）の
建造

ネットワーク
電子戦シス
テムの取得

無人偵察機の活用
（グローバルホーク）

宇宙領域 サイバー領域 電磁波領域

陸海空領域

スタンド・オフ
電子戦機

JASSMの導入 JSMの導入

戦闘機（F－35）の取得 電波情報収集機（RC-2）の取得

老朽化施設の更新、
防護性能向上

装備品の可動状況の分類

整備中

可動

非可動

BMD用ミサイル
の充足率
※割合は一定の
　試算に基づくもの

充足
約6割

不足
約4割
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	 44	 自衛隊の体制など
計画の方針に基づき、各自衛隊の体制などの主たる内

容は次のとおりである。

1　統合運用体制
各自衛隊の統合運用の実効性の強化に向けて、平素か

ら有事まであらゆる段階においてシームレスに領域横断
作戦を実現できる体制を構築するため、常設の統合司令
部をすみやかに創設する。また、共同の部隊を含め、各
自衛隊の体制のあり方を検討する。

サイバー領域における更なる能力向上のため、防衛
省・自衛隊のシステム・ネットワークを常時継続的に監
視するとともに、わが国へのサイバー攻撃に際して相手
方のサイバー空間の利用を妨げる能力など、サイバー防
衛能力を抜本的に強化しうるよう、共同の部隊としてサ
イバー防衛部隊を保持する。

また、南西地域への機動展開能力を向上させるため、
共同の部隊として海上輸送部隊を新編する。

2　陸上自衛隊
南西地域における防衛体制を強化するため、沖縄を担

任する第15旅団に1個連隊増勢し、師団に改編する。ま
た、スタンド・オフ防衛能力を強化するため、12式地対
艦誘導弾能力向上型を装備した地対艦ミサイル部隊を保
持するとともに、島嶼防衛用高速滑空弾を装備した部
隊、島嶼防衛用高速滑空弾（能力向上型）及び極超音速
誘導弾を装備した長射程誘導弾部隊を新編する。これに
加え、スタンド・オフ防衛能力、サイバー領域などにお
ける能力の強化に必要な増員所要を確保するため、即応

予備自衛官を主体とする部隊を廃止し、同部隊所属の常
備自衛官を増員所要に充てる。また、即応予備自衛官に
ついては、補充要員として管理する。

3　海上自衛隊
常時継続的かつ重層的な情報収集・警戒監視態勢の保

持や、海上交通の安全確保、各国との安全保障協力など
のための海外展開の実施など、増加する活動量に対応で
きるように、今後導入する哨戒艦と護衛艦や掃海艦艇を
一元的に練度管理し運用するため、既存の護衛隊群や掃
海隊群を改編し水上艦艇部隊とする。加えて、主に弾道
ミサイル防衛に従事するイージス・システム搭載艦を整
備する。

また、情報本部や陸自・空自の情報部隊と連携して情
報戦にかかる能力を有機的に融合するため、既存の部隊
編成を見直したうえで、海自情報戦基幹部隊を新編する。

4　航空自衛隊
航空防衛力を質量ともに強化するため、更なる戦闘機

の増勢（無人機による代替も検討）とともに、粘り強く戦
闘を継続するため機動分散運用を行う体制を構築する。

また、将官を指揮官とする宇宙領域専門部隊を新編す
るなどにより、宇宙領域の機能を強化する。宇宙領域の
重要性の高まりと、宇宙作戦能力の質的・量的強化にか
んがみ、航空自衛隊において、宇宙作戦が今後航空作戦
と並ぶ主要な任務として位置付けられることから、航空
自衛隊を航空宇宙自衛隊とする。

陸・海・空自における防衛力の抜本的強化（左から12式地対艦誘導弾能力向上型（イメージ）、護衛艦FFM、F-35A）
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5　組織定員の最適化
2027年度末の常備自衛官定数については、2022年度

末の水準を目途とし、陸自、海自及び空自それぞれの常
備自衛官定数は組織定員の最適化を図るため、適宜見直
しを実施することとする。また、統合運用体制の強化に

必要な定数を各自衛隊から振り替えるとともに、海上自
衛隊及び航空自衛隊の増員所要に対応するため、必要な
定数を陸上自衛隊から振り替える。このため、おおむね
2,000名の陸上自衛隊の常備自衛官定数を共同の部隊、
海上自衛隊及び航空自衛隊にそれぞれ振り替える。

	 55	 日米同盟の強化
日米共同の統合的な抑止力を一層強化するため、領域

横断作戦や、わが国による反撃能力の行使にかかる協
力、防空、対水上戦・対潜戦、水陸両用作戦、情報収集・
警戒監視・偵察・ターゲティング（ISRT）などにおける
連携を推進する。また、より高度かつ実践的な演習・訓
練を通じて対処力の向上を図る。

日米共同によるFDOやISRの拡大・深化、双方の施
設などの共同使用の増加といった取組を推進する。

また、日米間の調整機能を一層強化するとともに、日
米を中核とした同志国などとの運用面における緊密な調
整を実現する。

同時に、日米共同での実効的な対処を支えるため、情
報保全及びサイバーセキュリティにかかる取組や、先端
技術に関する共同分析や共同研究、装備品の共同開発・
生産、サプライチェーンの強化にかかる取組など、防衛
装備・技術協力を一層強化する。

新たに策定した防衛力整備計画においては、防衛力
を抜本的に強化するにあたって重視する7つの分野※

を踏まえ、統合運用体制、陸自、海自及び空自の体制
を整備していくこととしています。各自衛隊の体制強
化のポイントは、以下のとおりです。
各自衛隊の統合運用の実効性強化に向けて、平素か

ら有事まであらゆる段階においてシームレスに領域横
断作戦を実現できる体制を速やかに構築する必要があ
り、大臣の指揮命令を適切に執行するための平素から
の統合的な体制のあり方について検討し、既存組織を
見直すことにより、速やかに常設の統合司令部を創設
します。また、サイバー領域における更なる能力向上の
ため、自衛隊サイバー防衛隊などを大幅に拡充します。
陸自については、南西地域における防衛体制を強化

するため、沖縄県に所在する第15旅団の師団への改
編を計画しており、現在の1個普通科連隊を2個普通
科連隊に増強することなどを検討しています。また、
スタンド・オフ防衛能力を強化するため、12式地対
艦誘導弾能力向上型を始めとする各種スタンド・オ
フ・ミサイルを装備した部隊を配備します。
海自については、今後、主として平素における警戒

監視に対応する哨戒艦が導入されるほか、護衛艦とし
ての機能と掃海機能を有する護衛艦（FFM）が増加す
ることを踏まえ、護衛艦、掃海艦艇及び哨戒艦を同一
部隊で管理する「水上艦艇部隊」を編制します。また、
海自の情報戦にかかる能力を有機的に融合するため
に、既存の部隊編成を見直したうえで、海自情報戦基
幹部隊を創設します。
空自については、F-35の取得ペースの加速並びに

F-15及びF-2の能力向上を推進するとともに、更なる
戦闘機の増勢を検討します。この際、無人機の活用可
能性についても調査を行います。また、高烈度化する
各種航空作戦において粘り強く戦闘を継続するため、
機動分散運用を行う体制を構築します。加えて、宇宙
領域の重要性の高まりと、宇宙作戦能力の質的・量的
強化に鑑み、宇宙領域専門部隊を新編するとともに、
航空自衛隊を航空宇宙自衛隊に改称することとしてい
ます。
※	①スタンド・オフ防衛能力、②統合防空ミサイル防衛能力、
③無人アセット防衛能力、④領域横断作戦能力、⑤指揮統制・
情報関連機能、⑥機動展開能力・国民保護、⑦持続性・強靱
性

自衛隊の体制強化解 説解 説
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さらに、「同盟強靱化予算」をはじめとする在日米軍の
駐留に関連する経費を安定的に確保するとともに、沖縄

県をはじめとする地元負担の軽減を図るため、在日米軍
再編などの取組を着実に進めていく。

	 66	 同志国などとの連携
自由で開かれたインド太平洋（FOIP）というビジョ

ンも踏まえつつ、二国間・多国間の防衛協力・交流を一
層推進する。特に、防衛戦略に示す同志国などとの連携
の方針を踏まえ、ハイレベル交流、政策対話、軍種間交
流、連絡官などの人的交流に加え、自衛隊と各国軍隊と
の相互運用性の向上やわが国のプレゼンスの強化などを

目的として、地域の特性や相手国の実情を考慮しつつ、
戦略的寄港・寄航、共同訓練・演習、防衛装備・技術協
力、能力構築支援、国際平和協力活動などといった具体
的な取組を各軍種の特性に応じ適切に組み合わせて、戦
略的に実施する。

	 77	 防衛力を支える要素

1　訓練・演習
各種事態発生時に効果的に対処し、抑止力の実効性を

高めるため、自衛隊の統合訓練・演習や日米の共同訓
練・演習に加え、同志国などとの二国間、多国間の訓
練・演習についても計画的かつ目に見える形で実施し、
事態に応じて柔軟に選択される抑止措置（FDO）として
の訓練・演習などの充実強化を図るなど、力による一方
的な現状変更やその試みは認められないとの意思と能力
を示していく。

また、有事において、部隊などの能力を最大限発揮す
るため、北海道をはじめとする国内の演習場などを整備
し、その活用を拡大するとともに、国内において必要な
訓練基盤の整備・充実を着実に進める。米軍施設・区域
の日米共同使用や民間の空港、港湾施設などの利用拡大
を図るとともに、南西地域の島嶼部などに部隊を迅速に
展開するための訓練を強化し、島嶼部における外部から
の武力攻撃に至らない侵害や武力攻撃に適切に対応する
ため、警察、海上保安庁、消防、地方公共団体などとの共
同訓練、国民保護訓練などを強化する。

こうした訓練を拡大していくためには、関係する地方
公共団体や地元住民の理解や協力を得る必要があるた
め、訓練の安全確保に万全を期しつつ、北海道をはじめ
とする国内の演習場などを含め、訓練基盤の周辺環境へ
の配慮をしていく。

2　海上保安庁との連携・協力の強化
海上保安庁との情報共有・連携体制を深化するととも

に、武力攻撃事態時における防衛大臣による海上保安庁
の統制要領の作成や共同訓練の実施を含め、各種の対応
要領や訓練の充実を図る。

3　地域コミュニティーとの連携
日頃から防衛省・自衛隊の政策や活動、在日米軍の役

割に関する積極的な広報を行い、地元に対する説明責任
を果たしながら、地元の要望や情勢に応じた調整を実施
する。

部隊の改編や駐屯地・基地などの配置・運営にあたっ
ては、地方公共団体や地元住民の理解を得られるよう、
地域の特性に配慮する。

海自と海保の共同訓練
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4　政策立案機能の強化など
有識者から政策的な助言を得るための会議体を設置す

るほか、自衛隊の将来の「戦い方」とそのために必要な
先端技術の活用・育成・装備化について、関係省庁や民
間の研究機関、防衛産業を中核とした企業との連携を強
化しつつ、戦略的な観点から総合的に検討・推進する態
勢を強化する。さらに、防衛研究所を中心とする防衛
省・自衛隊の研究体制を見直し・強化し、知的基盤とし
ての機能を強化する。

また、国民が安全保障政策に関する知識や情報を正確
に認識できるよう教育機関などへの講師派遣、公開シン
ポジウムの充実などを通じ、安全保障教育の推進に寄与
する研究成果などへの国民のアクセスが向上するよう効
率的かつ信頼性の高い情報発信に努めるなど情報発信の
能力を高める各種施策を推進する。また、防衛研究所を
中心とする防衛省・自衛隊の研究・教育機能を一層強化
するため、国内外の研究・教育機関や大学、シンクタン
クなどとのネットワーク及び組織的な連携を拡充する。

	 88	 国民の生命・身体・財産の保護・国際的な安全保障協力への取組

1　大規模災害などへの対応
南海トラフ巨大地震などの大規模自然災害や原子力災

害をはじめとする特殊災害といった各種の災害に際して
は、統合運用を基本としつつ、十分な規模の部隊を迅速
に輸送・展開して初動対応に万全を期す。また、無人機

（UAV）（狭域用）汎用型、ヘリコプター衛星通信システ
ムなどの整備をはじめとする対処態勢を強化するための
措置を講じる。

さらに、関係省庁や地方公共団体などと緊密に連携・
協力しつつ、各種の訓練・演習の実施や計画の策定、被
災時の代替機能、展開基盤の確保などの各種施策を推進
する。

2　海洋安全保障及び既存の国際的な
ルールに基づく空の利用に関する
取組

自由で開かれたインド太平洋（FOIP）というビジョ
ンも踏まえ、海洋安全保障及び既存の国際的なルールに
基づく空の利用について認識を共有する諸外国との共同
訓練・演習などの様々な機会を捉えた艦艇や航空機の寄
港・寄航などの取組を推進する。これにより、海洋秩序
及び既存の国際的なルールに基づく空の利用の安定のた

めのわが国の意思と能力を積極的かつ目に見える形で示
す。

3　国際平和協力活動など
国際平和協力活動などについては、平和安全法制も踏

まえ、派遣の意義、派遣先国の情勢、わが国との政治的・
経済的関係などを総合的に勘案しながら、引き続き推進
する。特に、ミッション司令部への要員派遣、国連PKO
にかかる能力構築支援、国連本部等への幕僚派遣等を積
極的に推進する。また、在外邦人等の保護措置及び輸送
を含め、国際的な活動にかかる体制を強化するため、中
央即応連隊及び国際活動教育隊を一体化した、高い即応
性及び施設分野や無人機運用などの高い技術力を有する
国際活動部隊を新編する。

また、国際平和協力センターにおける教育内容を拡充
するとともに、同センターにおける自衛隊員以外への教
育を拡大するなど、教育面での連携の充実を図る。

なお、ジブチにおける自衛隊の活動拠点について、中
東・アフリカ地域における在外邦人等の保護措置及び輸
送等に際する活用を含め安全保障協力などのための長期
的・安定的な活用のため、老朽化した設備の更新や施設
の整備を推進する。
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	 99	 早期装備化のための新たな取組
スタンド・オフ防衛能力やAIといった分野のうち、

特に政策的に緊急性・重要性の高い事業について、民生
先端技術も取り込みつつ、着実に早期装備化を実現する。

そのため、防衛省内の業務上の手続を大胆に見直すこと
により、5年以内の装備化、おおむね10年以内に本格運
用するための枠組みを新設する。

	1010	 いわば防衛力そのものとしての防衛生産・技術基盤
1　防衛生産基盤の強化
わが国の防衛産業は装備品のライフサイクルの各段階

を担っており、装備品と防衛産業は一体不可分であり、
防衛生産・技術基盤はいわば防衛力そのものと位置づけ
られるものである。一方、企業にとって、防衛事業は高度
な要求性能や保全措置への対応など多大な経営資源の投
入を必要とする反面、収益性が低く、現状では販路が自
衛隊に限られるなど、産業として魅力が乏しい。これに加
え、防衛事業からの撤退にみられる国内の製造体制の弱
体化、製造設備の老朽化、サプライチェーン上のリスク、
サイバー攻撃の脅威といった課題が顕在化している。

これらの課題に対応するため、企業による適正な利益
の確保などによる防衛事業の魅力化、様々なリスクへの
対応や基盤維持・強化のため、製造等設備の高度化、サ
イバーセキュリティ強化、サプライチェーン強化、事業
承継といった企業の取組に対する適切な財政措置や金融
支援などを行う。

2　防衛技術基盤の強化
将来の戦い方に必要な研究開発事業を特定し、装備品

の取得までの全体像を整理することにより、研究開発プ
ロセスにおける各種取組による早期装備化を実現する。
将来の戦い方を実現するための装備品を統合運用の観点
から体系的に整理した統合装備体系も踏まえ、将来の戦
い方に直結するスタンド・オフ防衛能力、極超音速滑空
兵器（HGV）等対処能力、ドローン・スウォーム攻撃等
対処能力、無人アセット、次期戦闘機に関する取組など
の装備・技術分野に集中的に投資を行う。また、従来装
備品の能力向上なども含めた研究開発プロセスの効率化
や、要求性能に基づいて設計や試験を繰り返しながら各
段階を一歩ずつ進める従来型（ウォーターフォール型）
の手法ではなく、試作品を速やかに部隊に配備し、運用

のフィードバックを得ながら改善を図り、装備品として
の完成度を高めていく新たな手法（アジャイル型）の導
入により、研究開発に要する期間を短縮し、早期装備化
につなげていく。

将来にわたって技術的優越を確保し、他国に先駆け、
先進的な能力を実現するため、民生先端技術を幅広く取
り込む研究開発や海外技術を活用するための国際共同研
究開発を含む技術協力を追求及び実施する。また、防衛
用途に直結しうる技術を対象に重点的に投資し、早期の
技術獲得を目指す。

3　防衛装備移転の推進
政府が主導し、官民の一層の連携のもとに装備品の適

切な海外移転を推進するとともに、基金を創設し、必要
に応じた企業支援を行っていく。

4　各種措置と制度整備の推進
以上のような政策を実施するため、必要な予算措置や

法整備に加え、政府系金融機関などの活用による政策性
の高い事業への資金供給を行うとともに、その執行状況
を不断に検証し、必要に応じて制度を見直していく。

C－2輸送機の製造の様子【川崎重工業（株）から提供】
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	1111	 防衛力の中核である自衛隊員の能力を発揮するための基盤の強化
自衛隊員の人的基盤の強化については、2027年度ま

でに、民間を含む幅広い層から優秀な人材を必要数確保
する。また、サイバー領域などや統合教育、衛生教育に
かかる教育・研究の内容を強化する。さらに、防衛省ハ
ラスメント防止対策有識者会議の検討結果などを踏まえ
た新たな対策を確立し、全ての自衛隊員に徹底させると
ともに、時代に即した対策が講じられるよう不断の見直
しを行い、ハラスメントを一切許容しない組織環境とす
る。加えて、隊舎・宿舎の老朽化や備品不足を解消し、
生活・勤務環境及び処遇を改善する。

また、おおむね10年後までに、専門的な知識・技能を
持つ人材を含め、必要な人材を継続的・安定的に確保し、
全ての隊員が高い士気を持ちながら個々の能力を発揮で
きる組織環境を醸成する。衛生機能の変革については、

自衛隊衛生の総力を結集できる態勢を構築し、戦傷医療
対処能力向上の抜本的な改革を推進していく。

緊急登庁支援制度の訓練を行っている様子

	1212	 最適化の取組
戦闘様相の変化を踏まえた装備の廃止・数量減を行う

とともに、省人化・無人化装備の導入を加速することに
より、有人装備を削減する。さらに、更なる装備品の効
果的・効率的な取得の取組として、長期契約の適用拡大
による装備品の計画的・安定的な取得を通じたコスト低
減や他国を含む装備品の需給状況を考慮した調達、コス
ト上昇の要因となる自衛隊独自仕様の絞り込みなどによ
り、装備品のライフサイクルを通じたプロジェクト管理

の実効性を高める。
また、整備期間中、サイバー・宇宙分野などの要員の

大幅増強が必要であるため、その対応には、隊員募集環
境が極めて厳しい中、防衛省自らが大胆な資源の最適配
分に取り組むことが不可欠である。そのため、現在の自
衛官の定数の総計（24.7万人）を増やさず、既存部隊の
見直しや民間委託などの部外力の活用といった各種最適
化により対応する。

	1313	 整備規模
この計画のもとで抜本的に強化される防衛力の5年後

とおおむね10年後の達成目標は、別表1のとおりとす
る。主要な装備品の具体的な整備規模は、別表2のとお

りとする。また、おおむね10年後における各自衛隊の主
要な編成定数、装備などの具体的規模については、別表
3のとおりとする。

	1414	 所要経費など
2023年度から2027年度までの5年間における本計

画の実施に必要な防衛力整備の水準にかかる金額は、43
兆円程度とする。

本計画期間のもとで実施される各年度の予算の編成に
伴う防衛関係費は、以下の措置を別途とることを前提と
して、40.5兆円程度（2027年度は、8.9兆円程度）とする。

（1） 自衛隊施設等の整備の更なる加速化を事業の進捗状
況等を踏まえつつ機動的・弾力的に行うこと（1.6
兆円程度）。

（2） 一般会計の決算剰余金が想定よりも増加した場合に
これを活用すること（0.9兆円程度）。なお、防衛力
整備の一層の効率化・合理化の徹底等により、実質
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的な財源確保を図る。
この計画を実施するために新たに必要となる事業にか

かる契約額（物件費）は、43兆5,000億円程度（維持整
備などの事業効率化に資する契約の計画期間外の支払相
当額を除く）とし、各年度において後年度負担について
も適切に管理することとする。

また、2027年度以降、防衛力を安定的に維持するた
めの財源及び2023年度から2027年度までの本計画を
賄う財源の確保については、歳出改革、決算剰余金の活
用、税外収入を活用した防衛力強化資金の創設、税制措
置など、歳出・歳入両面において所要の措置を講ずるこ
ととする。

	1515	 留意事項
沖縄県をはじめとする地元の負担軽減を図るため、在

日米軍の兵力態勢見直しなどについての具体的措置及び
沖縄に関する特別行動委員会（SACO）関連事業につい
ては、着実に実施する。

図表Ⅱ-4-1-2（防衛力整備計画　別表1（抜本的に強
化された防衛力の目標と達成時期））、図表Ⅱ-4-1-3
（防衛力整備計画　別表2（主要な装備品の具体的な
整備規模））、図表Ⅱ-4-1-4（防衛力整備計画　別表3
（おおむね10年後における各自衛隊の主要な編成定
数、装備等の具体的規模））、図表Ⅱ-4-1-5（防衛計画
の大綱　別表及び整備計画　別表3の変遷）

 参照

図表Ⅱ-4-1-2 防衛力整備計画　別表１（抜本的に強化された防衛力の目標と達成時期）

分　野 2027年度までの5年間（※） おおむね10年後まで
我が国への侵攻が生起する場合には、我が国が主たる責任を
もって対処し、同盟国等からの支援を受けつつ、これを阻止・排
除し得る防衛力を構築

左記防衛構想をより確実にするための更なる努力（より早期・
遠方で侵攻を阻止・排除し得る防衛力を構築）

スタンド・オフ防衛能力 ●スタンド・オフ・ミサイルを実践的に運用する能力を獲得 ●�より先進的なスタンド・オフ・ミサイルを運用する能力を獲得
●必要かつ十分な数量を確保

統合防空ミサイル防衛能力 ●極超音速兵器に対処する能力を強化
●小型無人機（UAV）に対処する能力を強化

●広域防空能力を強化
●より効率的・効果的な無人機（UAV）対処能力を強化

無人アセット防衛能力 ●無人機（UAV）の活用を拡大し、実践的に運用する能力を強化 ●無人アセットの複数同時制御能力等を強化

領域横断作戦能力
●�宇宙領域把握（SDA）能力、サイバーセキュリティ能力、電磁
波能力等を強化

●領域横断作戦の基本となる陸・海・空の領域の能力を強化

●宇宙作戦能力を更に強化
●自衛隊以外の組織へのサイバーセキュリティ支援を強化
●無人機と連携する陸海空能力を強化

指揮統制・情報関連機能

●�ネットワークの抗たん性を強化しつつ、人工知能（AI）等を活
用した意思決定を迅速化

●�認知領域の対応も含め、戦略・戦術の両面で情報を取得・分
析する能力を強化

●�人工知能（AI）等を活用し、情報収集・分析能力を強化しつつ、
常時継続的な情報収集・共有体制を強化

機動展開能力・国民保護 ●�自衛隊の輸送アセットの強化、PFI船舶の活用等により、輸
送・補給能力を強化（部隊展開・国民保護）

●輸送能力を更に強化
●補給拠点の改善等により、輸送・補給を迅速化

持続性・強靱性

●弾薬・誘導弾の数量を増加
●整備中以外の装備品が最大限可動する体制を確保
●有事に備え、主要な防衛施設を強靱化
●保管に必要な火薬庫等を確保

●弾薬・誘導弾の適正在庫を維持・確保
●可動率を維持
●防衛施設を更に強靱化
●弾薬所要に見合った火薬庫等を更に確保

防衛生産・技術基盤

●�サプライチェーンの強靱化対策等により、強力な防衛生産基
盤を確立

●�将来の戦い方に直結する装備分野に集中投資するとともに、
研究開発期間を大幅に短縮し、早期装備化を実現

●革新的な装備品を実現し得る強力な防衛生産基盤を維持
●将来における技術的優位を確保すべく、技術獲得を追求

人的基盤

●�募集能力強化や新たな自衛官制度の構築等により、民間を含
む幅広い層から優秀な人材を必要数確保

●教育・研究を強化（サイバー等の新領域、統合、衛生）
●�隊舎・宿舎の老朽化や備品不足を解消し、生活・勤務環境及
び処遇を改善

●�募集対象者人口の減少の中でも、専門的な知識・技能を持つ
人材を含め、必要な人材を継続的・安定的に確保

●教育・研究を更に強化
●�全ての隊員が高い士気を持ちながら個々の能力を発揮できる
組織環境を醸成

※	現有装備品を最大限活用するため、弾薬確保や可動率向上、主要な防衛施設の強靱化への投資を加速するとともに、スタンド・オフ防衛能力や無人アセット防衛能力等、将来の
防衛力の中核となる分野の抜本的強化に重点。
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資料：防衛力整備計画
URL：https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/guideline/index.html

図表Ⅱ-4-1-3 防衛力整備計画　別表２（主要な装備品の具体的な整備規模）

区　分 種　類 整備規模

（1）スタンド・オフ防衛能力

12式地対艦誘導弾能力向上型
（地上発射型、艦艇発射型、航空機発射型）
島嶼防衛用高速滑空弾
極超音速誘導弾
トマホーク

地上発射型
11個中隊

―
―
―

（2）統合防空ミサイル防衛能力

03式中距離地対空誘導弾（改善型）能力向上型
イージス・システム搭載艦
早期警戒機（E-2D）
弾道ミサイル防衛用迎撃ミサイル
（SM-3ブロックⅡA）
能力向上型迎撃ミサイル（PAC-3MSE）
長距離艦対空ミサイルSM-6

14個中隊
2隻
5機
―

―
―

（3）無人アセット防衛能力

各種UAV
USV
UGV
UUV

―
―
―
―

（4）領域横断作戦能力

護衛艦
潜水艦
哨戒艦
固定翼哨戒機（P-1）
戦闘機（F-35A）
戦闘機（F-35B）
戦闘機（F-15）の能力向上
スタンド・オフ電子戦機
ネットワーク電子戦システム（NEWS）

12隻
5隻

10隻
19機
40機
25機
54機
1機
2式

（5）指揮統制・情報関連機能 電波情報収集機（RC-2） 3機

（6）機動展開能力・国民保護
輸送船舶
輸送機（C-2）
空中給油・輸送機（KC-46A等）

8隻
6機

13機
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図表Ⅱ-4-1-4 防衛力整備計画　別表３（おおむね10�年後における各自衛隊の主要な編成定数、装備等の具体
的規模）

区　分 将来体制

共同の部隊 サイバー防衛部隊
海上輸送部隊

1個防衛隊
1個輸送群

陸上自衛隊

常備自衛官定数 149,000人

基幹部隊

作戦基本部隊
9個師団
5個旅団

1個機甲師団
空挺部隊
水陸機動部隊
空中機動部隊

1個空挺団
1個水陸機動団

1個ヘリコプター団

スタンド・オフ・ミサイル部隊
7個地対艦ミサイル連隊

2個島嶼防衛用高速滑空弾大隊
2個長射程誘導弾部隊

地対空誘導弾部隊 8個高射特科群

電子戦部隊（うち対空電子戦部隊） 1個電子作戦隊
（1個対空電子戦部隊）

無人機部隊 1個多用途無人航空機部隊
情報戦部隊 1個部隊

海上自衛隊

基幹部隊

水上艦艇部隊（護衛艦部隊・掃海艦艇部隊）
潜水艦部隊
哨戒機部隊（うち固定翼哨戒機部隊）
無人機部隊
情報戦部隊

6個群（21個隊）
6個潜水隊

9個航空隊（4個隊）
2個隊

1個部隊

主要装備

護衛艦（うちイージス・システム搭載護衛艦）
イージス・システム搭載艦
哨戒艦
潜水艦
作戦用航空機

54隻（10隻）
2隻

12隻
22隻

約170機

航空自衛隊
主要部隊

航空警戒管制部隊

戦闘機部隊
空中給油・輸送部隊
航空輸送部隊
地対空誘導弾部隊
宇宙領域専門部隊
無人機部隊
作戦情報部隊

4個航空警戒管制団
1個警戒航空団（3個飛行隊）

13個飛行隊
2個飛行隊
3個飛行隊

4個高射群（24個高射隊）
1個隊

1個飛行隊
1個隊

主要装備 作戦用航空機（うち戦闘機） 約430機（約320機）
注１：上記、陸上自衛隊の15個師・旅団のうち、14個師・旅団は機動運用を基本とする。
注２：	戦闘機部隊及び戦闘機数については、航空戦力の量的強化を更に進めるため、2027年度までに必要な検討を実施し、必要な措置を講じる。この際、無人機（UAV）の活用可

能性について調査を行う。
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図表Ⅱ-4-1-5 防衛計画の大綱　別表及び整備計画　別表３の変遷

区分 51大綱 07大綱 16大綱 22大綱 25大綱 30大綱 整備計画
共
同
の
部
隊

サイバー防衛部隊 1個防衛隊 1個防衛隊

海上輸送部隊 1個輸送群 1個輸送群

陸
上
自
衛
隊

編成定数（注1） 18万人 16万人 15万5千人 15万4千人 15万9千人 15万9千人
常備自衛官定数 14万5千人 14万8千人 14万7千人 15万1千人 15万1千人 14万9千人
即応予備自衛官員数（注1） 1万5千人 7千人 7千人 8千人 8千人

基
幹
部
隊

作戦基本部隊（注2）
12個師団 8個師団 8個師団 8個師団 5個師団 5個師団 9個師団
2個混成団 6個旅団 6個旅団 6個旅団 2個旅団 2個旅団 5個旅団

1個機甲師団 1個機甲師団 1個機甲師団 1個機甲師団 1個機甲師団 1個機甲師団 1個機甲師団
空挺部隊（注3） 1個空挺団 1個空挺団 1個空挺団 1個空挺団 1個空挺団
水陸機動部隊（注3） 1個水陸機動団 1個水陸機動団 1個水陸機動団
空中機動部隊（注3） 1個ヘリコプター団 1個ヘリコプター団 1個ヘリコプター団 1個ヘリコプター団 1個ヘリコプター団

機動運用部隊（注4） 1個教導団 中央即応集団 中央即応集団 3個機動師団 3個機動師団
1個特科団 4個機動旅団 4個機動旅団

スタンド・オフ・
ミサイル部隊（注5）

5個地対艦ミサイル連隊 5個地対艦ミサイル連隊 7個地対艦ミサイル連隊

2個高速滑空弾大隊 2個島嶼防衛用
高速滑空弾大隊

2個長射程誘導弾部隊
地対空誘導弾部隊 8個高射特科群 8個高射特科群 8個高射特科群 7個高射特科群/連隊 7個高射特科群/連隊 7個高射特科群/連隊 8個高射特科群
電子戦部隊�
（うち対空電子戦部隊）

1個電子作戦隊
（1個対空電子戦部隊）

無人機部隊 1個多用途無人航空機部隊
情報戦部隊 1個部隊

弾道ミサイル防衛部隊 2個弾道ミサイル防衛隊
（注11）

主
要�

装
備

戦車（注6） （約1,200両） 約900両 約600両 約400両 （約300両） （約300両）
火砲（主要特科装備）（注6） （約1,000門/両） （約900門/両） （約600門/両） 約400門/両 （約300門/両） （約300門/両）

海
上
自
衛
隊

基
幹
部
隊

水上艦艇部隊
（護衛艦部隊・掃海艦艇部隊）

4個護衛隊群（8個護衛隊）4個護衛隊群（8個護衛隊） 4個群（8個隊） 6個群（21個隊）
4個護衛隊 6個護衛隊

護衛艦・掃海艦艇部隊（注7） 2個群（13個隊）
機動運用（注7） 4個護衛隊群 4個護衛隊群 4個護衛隊群（8個隊）
地域配備（注7） （地方隊）10個隊 （地方隊）7個隊 5個隊
潜水艦部隊 6個隊 6個隊 4個隊 6個潜水隊 6個潜水隊 6個潜水隊 6個潜水隊
哨戒機部隊（うち固定翼哨戒機部隊） （陸上）16個隊 （陸上）13個隊 9個隊 9個航空隊 9個航空隊 9個航空隊 9個航空隊（4個隊）
無人機部隊 2個隊
情報戦部隊 1個部隊
掃海部隊（注7） 2個掃海隊群 1個掃海隊群 1個掃海隊群 1個掃海隊群 1個掃海隊群

主
要
装
備

護衛艦（うちイージス・システム搭
載護衛艦） 約60隻 約50隻 47隻 48隻 54隻 54隻 54隻（10隻）

イージス・システム搭載艦 2隻
哨戒艦 12隻 12隻
潜水艦 16隻 16隻 16隻 22隻 22隻 22隻 22隻
作戦用航空機 約220機 約170機 約150機 約150機 約170機 約190機 約170機

航
空
自
衛
隊

基
幹
部
隊

航空警戒管制部隊

28個警戒群 8個警戒群 8個警戒群 4個警戒群 28個警戒隊 28個警戒隊 4個航空警戒管制団
20個警戒隊 20個警戒隊 24個警戒隊

1個飛行隊 1個飛行隊 1個警戒航空隊
（2個飛行隊）

1個警戒航空隊
（2個飛行隊）

1個警戒航空隊
（3個飛行隊）

1個警戒航空団
（3個飛行隊）

1個警戒航空団
（3個飛行隊）

戦闘機部隊 12個飛行隊 12個飛行隊 13個飛行隊 13個飛行隊 （注12）13個飛行隊
要撃戦闘機部隊 10個飛行隊 9個飛行隊
支援戦闘機部隊 3個飛行隊 3個飛行隊
航空偵察部隊 1個飛行隊 1個飛行隊 1個飛行隊 1個飛行隊
空中給油・輸送部隊 1個飛行隊 1個飛行隊 2個飛行隊 2個飛行隊 2個飛行隊
航空輸送部隊 3個飛行隊 3個飛行隊 3個飛行隊 3個飛行隊 3個飛行隊 3個飛行隊 3個飛行隊

地対空誘導弾部隊 6個高射群 6個高射群 6個高射群 6個高射群 6個高射群 4個高射群�
（24個高射隊）

4個高射群�
（24個高射隊）

宇宙領域専門部隊 1個隊 1個隊
無人機部隊 1個飛行隊 1個飛行隊
作戦情報部隊 1個隊

主
要

装
備

作戦用航空機 約430機 約400機 約350機 約340機 約360機 約370機 約430機
うち戦闘機 （注9）（約350機） 約300機 約260機 約260機 約280機 約290機 （注12）約320機

弾道ミサイ
ル防衛にも
使用し得る
主要装備・
基幹部隊
（注8）

イージス・システム�
搭載護衛艦 4隻 （注10）6隻 8隻 8隻

航空警戒管制部隊 7個警戒群 11個警戒群/隊
4個警戒隊

地対空誘導弾部隊 3個高射群 6個高射群
（注1）　整備計画別表に記載はないものの、51～30大綱別表との比較上記載
（注2）	　「作戦基本部隊」は、22大綱までは「平素（平時）配備する部隊」、30大綱までは「地域配備部隊」とされている部隊（但し、1個機甲師団は30大綱まで「機動運用部隊」とされている部隊）、整備計画では全て

「機動運用部隊」と位置づけ
（注3）　30大綱までは「機動運用部隊」とされている部隊
（注4）　整備計画別表に記載はないものの、51～30大綱別表との比較上記載
（注5）	　「スタンド・オフ・ミサイル部隊」のうち、地対艦ミサイル連隊については30大綱まで「地対艦誘導部隊」、島嶼防衛用高速滑空弾部隊については「高速滑空弾部隊」とされている部隊
（注6）　51大綱、25大綱、30大綱及び整備計画別表に記載はないものの、07～22大綱別表との比較上記載
（注7）	　整備計画に記載ないものの、整備計画別表との比較上記載。護衛艦部隊については、51大綱では「対潜水上艦艇部隊（機動運用）」及び「対潜水上艦艇部隊（地方隊）」、07大綱では「護衛艦部隊（機動運用）」及

び「護衛艦部隊（地方隊）」、16大綱では「護衛艦部隊（機動運用）」及び「護衛艦部隊（地域配備）」とそれぞれ記載。
（注8）	　「弾道ミサイル防衛にも使用し得る主要装備・基幹部隊」は、16大綱、22大綱については海上自衛隊の主要装備又は航空自衛隊の基幹部隊の内数であり、25大綱及び30大綱については護衛艦（イージス・

システム搭載護衛艦）、航空警戒管制部隊及び地対空誘導弾部隊の範囲内で整備することとする。また、整備計画別表には記載はないものの、51～30大綱別表との比較上記載。
（注9）　51大綱別表に記載はないものの、07～整備計画別表との比較上記載
（注10）	　22大綱においては弾道ミサイル防衛機能を備えたイージス・システム搭載護衛艦については、弾道ミサイル防衛関連技術の進展、財政事情などを踏まえ、別途定める場合には、上記の護衛艦隻数の範囲内

で、追加的な整備を行い得るものとする。
（注11）	　陸上配備型イージス・システム（イージス・アショア）2基を整備することに伴い、「2個弾道ミサイル防衛隊」を保持することとしたが、2020年12月の閣議決定により、陸上配備型イージス・システム（イー

ジス・アショア）に替えて、イージス・システム搭載艦2隻を整備し、同艦は海上自衛隊が保持することとなった。同艦2隻については、整備計画別表においては海上自衛隊の主要装備として記載している。
（注12）	　戦闘機部隊及び戦闘機数については、航空戦力の量的強化を更に進めるため、2027年度までに必要な検討を実施し、必要な措置を講じる。この際、無人機（UAV）の活用可能性について調査を行う。

234日本の防衛

第1節防衛力整備計画の内容

第
4
章

防
衛
力
整
備
計
画
な
ど

第
Ⅱ
部

防衛2023_2-4-01.indd   234防衛2023_2-4-01.indd   234 2023/06/23   9:26:112023/06/23   9:26:11



	第2節	 令和5年度の防衛力整備
	 11	 基本的考え方
整備計画においては、防衛戦略に従い、宇宙・サイ
バー・電磁波を含む全ての領域における能力を有機的に
融合し、平時から有事までのあらゆる段階における柔軟か
つ戦略的な活動の常時継続的な実施を可能とする多次元
統合防衛力を抜本的に強化し、相手の能力と新しい戦い方
に着目して、5年後の令和9（2027）年度までに、わが国へ
の侵攻が生起する場合には、わが国が主たる責任をもって
対処し、同盟国等の支援を受けつつ、これを阻止・排除で
きるようにすることとしている。この防衛力の抜本的強化
に当たっては、7つの分野を重視することとしている。
まず、隊員の安全を可能な限り確保する観点から、相手
の脅威圏外からできる限り遠方において阻止する能力を
高め、抑止力を強化するため、①スタンド・オフ防衛能力

を強化する。また、多様化・複雑化する経空脅威に適切に
対処するため、②統合防空ミサイル防衛能力を強化する。
次に、万が一、抑止が破れ、わが国への侵攻が生起し
た場合には、スタンド・オフ防衛能力と統合防空ミサイ
ル防衛能力に加え、有人アセット、さらに無人アセット
を駆使するとともに、水中・海上・空中といった領域を
横断して優越を獲得し、非対称な優勢を確保する。この
ため、③無人アセット防衛能力、④領域横断作戦能力及
び⑤指揮統制・情報関連機能を強化する。
さらに、迅速かつ粘り強く活動し続けて、相手方に侵
攻意図を断念させるため、⑥機動展開能力・国民保護や、
弾薬・燃料の確保、可動数の向上、施設の強靱化等の⑦
持続性・強靱性を強化する。

	 22	 令和5年度の防衛力整備
令和5（2023）年度の防衛力整備は、令和9（2027）

年度までに防衛力を抜本的に強化するために必要な取組
を積み上げ、整備計画の初年度として相応しい内容と予
算規模を確保した。
具体的には、将来の防衛力の中核となる分野につい

て、スタンド・オフ防衛能力及び無人アセット防衛能力
などについて予算を大幅に増やしている。また、統合防
空ミサイル防衛能力、宇宙・サイバーを含む領域横断作
戦能力、指揮統制・情報関連機能、機動展開の能力・国
民保護、持続性・強靱性、防衛生産・技術基盤などにつ
いて所要額を確保している。
中でも、現有装備品の最大限の活用のため、可動向上

や弾薬確保、主要な防衛施設の強靱化への投資を加速す
るほか、隊員の生活・勤務環境の改善に必要な予算につ
いては、所要額をしっかりと確保している。特に、隊員
の健康にも直接影響があり、部隊からのニーズも高い空
調は、最大限対応している。
具体的な防衛関係費の所要額については、第Ⅱ部第4
章第3節を参照。
加えて、格段に厳しさを増す財政事情などを勘案し、
一層の効率化・合理化を徹底する。

図表Ⅱ-4-2-1（令和5（2023）年度防衛力整備の主
要事業（防衛力の抜本的強化に当たって重視する7
つの主要分野））

 参照

資料：令和5（2023）年度の概要
URL：https://www.mod.go.jp/j/budget/yosan_gaiyo/index.html
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図表Ⅱ-4-2-1 令和5（2023）年度防衛力整備の主要事業（防衛力の抜本的強化に当たって重視する7つの主要分野）

獲得・強化すべき�
機能・能力 概　　要

スタンド・オフ�
防衛能力

○�12式地対艦誘導弾能力向上型の開発�
（地発型・艦発型・空発型）及び量産（地発型）
○島嶼防衛用高速滑空弾の研究及び量産
○島嶼防衛用高速滑空弾（能力向上型）の開発
○極超音速誘導弾の研究
○JASSMの取得
○トマホークの取得　など

統合防空ミサイル�
防衛能力

○イージス・システム搭載艦の導入
○03式中距離地対空誘導弾（改善型）能力向上型の開発
○SM-3ブロックⅡA、SM-6、PAC-3MSE等の整備
○HGV対処用誘導弾システムの研究
○FPS－5、FPS－7及びJADGEの能力向上
○早期警戒機（E－2D）（5機）の取得
○移動式警戒管制レーダー（TPS－102A）の取得　など

無人アセット�
防衛能力

○UAV（中域用）機能向上型（6式）の取得
○多用途／攻撃用UAVの運用実証
○対地偵察・警戒・監視用UGV／UAVの運用実証
○小型UGVに関する研究
○海洋観測用UUVの整備
○機雷捜索用UUV（OZZ－5）の整備　など

領域横断�
作戦能力

○宇宙領域の活用に必要な共通キー技術の先行実証
○衛星を活用したHGV探知・追尾等の対処能力の向上に必要な技術実証
○SDA衛星の整備
○リスク管理枠組み（RMF）の導入
○サイバー関連部隊の体制拡充
○サイバー要員の教育基盤の拡充
○ネットワーク電子戦システム（NEWS）能力向上
○高出力マイクロ波（HPM）照射装置の取得
○次期装輪装甲車（人員輸送型）（26両）の取得
○16式機動戦闘車（24両）の取得
○固定翼哨戒機（P－1）（3機）
○回転翼哨戒機（SH－60K（能力向上型））（6機）の取得
○護衛艦（2隻）、哨戒艦（4隻）、潜水艦（1隻）の建造
○戦闘機（F－35A）（8機）、戦闘機（F－35B）（8機）
○救難ヘリコプター（UH－60J）（12機）の取得
○戦闘機（F－15）の能力向上　など

指揮統制・�
情報関連機能

○指揮統制機能の強化
○情報収集・分析等機能の強化
○認知領域を含む情報戦等への対応　など

機動展開能力・�
国民保護

○小型級船舶（2隻）の建造
○輸送機（C－2）（2機）の取得
○多用途ヘリコプター（UH－2）（13機）の取得
○掃海・輸送ヘリコプター（MCH－101）（2機）の取得
○各種トラック等の取得　など

持続性・強靭性

○継続的な部隊運用に必要な各種弾薬の取得
○装備品の維持整備
○火薬庫の確保
○自衛隊施設の抗たん性の向上　など

12式地対艦誘導弾 
能力向上型

（イメージ）

非可動機の解消火薬庫

輸送機（C-2）小型級船舶（イメージ）

戦闘機（F-35A）哨戒ヘリ（SH-60K（能力向上型））

護衛艦（FFM）
次期装輪装甲車

機雷捜索用水中無人機
（OZZ-5）多用途／攻撃用UAV

（イメージ）

FPS－7長距離艦対空
ミサイル

（SM－6）

イージス・システム 
搭載艦

（イメージ）

トマホーク
（イメージ）JASSM

（イメージ）

極超音速誘導弾
（イメージ）

島嶼防衛用
高速滑空弾

（イメージ）
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	第3節	 防衛関係費～防衛力抜本的強化「元年」予算～
	 11	 防衛関係費の概要

1	 防衛関係費には、防衛力整備や自衛隊の維持運営のための経費のほか、基地周辺対策などに必要な経費が含まれている。また、令和3（2021）年度以降の
防衛関係費には、デジタル庁にかかる経費を含む。

2	 S
Special Action Committee on Okinawa
ACO（沖縄に関する特別行動委員会）関係経費、米軍再編関係経費のうち地元負担軽減分、新たな政府専用機導入に伴う経費である。

3	 細部は第3項を参照。

防衛力の抜本的強化は、①スタンド・オフ防衛能力、
②統合防空ミサイル防衛能力、③無人アセット防衛能
力、④領域横断作戦能力、⑤指揮統制・情報関連機能、
⑥機動展開能力・国民保護、⑦持続性・強靱性の7つの
柱で計画的に整備を進めることとしており、令和5

（2023）年度防衛関係費1は、防衛力を5年以内に抜本的
に強化するために必要な取組を積み上げて、新たな整備
計画の初年度に相応しい内容及び予算規模を確保（防衛
力抜本的強化「元年」予算）した。

歳出予算は、整備計画対象経費として6兆6,001億円
（前年度比1兆4,213億円（27.4％）増）を計上し、米軍
再編等2を含めると6兆8,219億円となり、「防衛費の相
当な増額」を確保した。また、新規後年度負担3（新たな
事業）は、整備計画対象経費として7兆676億円（前年
度比2.9倍）を計上し、1年でも早く、必要な装備品を各
部隊に届け、部隊で運用できるよう、初年度に可能な限
り契約を実施する。

具体的には、将来の防衛力の中核となる分野につい
て、「スタンド・オフ防衛能力」、「無人アセット防衛能

力」等について大幅に予算を増やすとともに、現有装備
品の最大限の活用のため、可動向上や弾薬確保、主要な
防衛施設の強靱化への投資（重要な司令部の地下化や隊
舎等の整備）を加速している。

また、令和4（2022）年度第2次補正予算には、災害
への対処能力の強化、インフラ基盤の強化、生活・勤務
環境の改善などに必要な緊要の経費として、4,464億円
を計上した。

令和5（2023）年度の予算配分に当たっては、防衛力
整備事業について、これまでは主要装備品などの取得経
費とその他の経費の2区分に分けて管理してきたが、各
幕・各機関ごとに新たに15区分に分類して管理するこ
ととし、予算の積み上げをよりきめ細かく行い、弾薬、
維持整備、施設、生活・勤務環境等へのしわ寄せを防ぐ
こととした。

図表Ⅱ-4-3-1（防衛関係費の令和4（2022）年度と
令和5（2023）年度の比較）、図表Ⅱ-4-3-2（防衛関
係費（当初予算）の推移）、図表Ⅱ-4-3-3（年度計画・
予算の配分方針の見直し）、図表Ⅱ-4-3-4（令和5
（2023）年度予算の配分方針）

 参照

図表Ⅱ-4-3-1 防衛関係費の令和4（2022）年度と令和5（2023）年度の比較

（単位：億円）

区　　分 令和4（2022）年度
令和5（2023）年度

対前年度増▲減
歳出額（注） 51,788 66,001 14,213 27.4%

うち人件・糧食費 21,740 21,969 229 1.1%
うち物件費 30,048 44,032 13,984 46.5%

後年度負担額（注） 53,342 99,186 45,844 85.9%
うち新規分 24,583 70,676 46,093 187.5%
うち既定分 28,759 28,511 ▲248 ▲0.9%

（注1）	上記の計数は、SACO関係経費と米軍再編関係経費のうち地元負担軽減分等を含まない。これらを含めた防衛関係費の総額は、歳出額については、令和4（2022）年度は
54,005億円、令和5（2023）年度は68,219億円になり、後年度負担額については、令和4（2022）年度は58,642億円、令和5（2023）年度は107,174億円になる。

（注2）予算額には、デジタル庁にかかる経費を含む。
（注3）計数は四捨五入のため合計と符合しないことがある。
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図表Ⅱ-4-3-2 防衛関係費（当初予算）の推移

4.94 4.93 4.92 4.92 4.94 4.94 4.93 4.88 4.83 4.79 4.78 4.74 4.70 4.68 4.66 4.65 4.68
4.78 4.82 4.86 4.90 4.94 5.01 5.07

5.18
5.124.95 4.94 4.93 4.94 4.96 4.96 4.95 4.90 4.86 4.81 4.80 4.78 4.77 4.79 4.78

4.71 4.75
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4.98
5.05

5.13 5.19
5.26 5.31 5.34

4.30
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6.30

6.80
SACO・再編・政府専用機・国土強靭化を除く
SACO・再編・政府専用機・国土強靭化を含む

10年連続減少 11年連続増加

従来の最高額

平成
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度

平成
11
年度

平成
13
年度

平成
15
年度

平成
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年度

平成
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年度

平成
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年度

平成
23
年度

平成
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年度

平成
27
年度

平成
29
年度

令和
元年

度

令和
3年

度

令和
5年

度

6.60

6.82

5.40

（単位：兆円）

図表Ⅱ-4-3-3 年度計画・予算の配分方針の見直し
＜従来の区分＞ ＜新たな区分＞

主要装備品など
の取得経費

その他

施設の強靱化

領域横断作戦能力
（車両・艦船・航空機等）

指揮統制・情報関連機能

研究開発

スタンド・オフ防衛能力 弾薬・誘導弾の確保

統合防空ミサイル防衛能力 装備品等の維持整備費・可動確保

無人アセット防衛能力

領域横断作戦能力（宇宙） 防衛生産基盤の強化

基地対策

領域横断作戦能力（サイバー）

教育訓練費、燃料費等

機動展開能力・国民保護
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	 22	 重点事項

1　可動向上と弾薬確保
部品不足を解消して保有装備品の可動数を向上するた

め、装備品の維持整備（物件費（契約ベース））は、前年
度比1.8倍となる2兆355億円を計上するとともに、継
続的な部隊運用に必要な各種弾薬を確保するため、弾薬
の取得（物件費（契約ベース））についても、前年度比3.3
倍となる8,283億円を計上した。これにより、持続性・
強靱性を抜本的に強化する。

図表Ⅱ-4-3-5（装備品の維持整備費及び弾薬の整備
費の推移）、Ⅲ部1章6節（継戦能力を確保するため
の持続性・強靱性強化の取組）

2　自衛隊施設の強靱化
施設整備（物件費（契約ベース））は、前年度比3.1倍

となる5,049億円を計上し、自衛隊施設の強靱化を加速
する。特に、「防災・減災、国土強靱化のための5か年加
速化対策」に基づき、「自衛隊のインフラ基盤（飛行場、
港湾等）の強化」、「自衛隊施設（建物等）の耐震化・老朽
化対策」などを、重点的かつ集中的に実施する。

図表Ⅱ-4-3-6（施設整備費（宿舎を除く）の推移）、
Ⅲ部1章6節（継戦能力を確保するための持続性・
強靱性強化の取組）

3　研究開発
研究開発費（物件費（契約ベース））は、次期戦闘機の

開発を着実に進めつつ、将来の戦い方に直結するスタン
ド・オフ防衛能力や、HGV等対処能力、ドローン・ス
ウォーム攻撃等対処能力などの装備技術分野に集中的に
投資を行うため、前年度比3.1倍となる8,968億円を計
上した。

図表Ⅱ-4-3-7（研究開発費の推移）、Ⅳ部1章2節（防
衛技術基盤の強化）

4　隊員の生活・勤務環境の改善
隊員の生活・勤務環境（備品、日用品、被服、宿舎な

ど）（物件費（契約ベース））は、前年度比2.5倍となる
2,693億円を計上し、その改善を重点的に推進する。特
に、隊員の健康にも直接影響があり、部隊からのニーズ

 参照

 参照

 参照

図表Ⅱ-4-3-4 令和5（2023）年度予算の配分方針

区　　　分 分　　　野 5年間の総事業費
（契約ベース）

令和5年度事業費
（契約ベース）

令和5年度事業費
（歳出ベース）

スタンド・オフ防衛能力 約5兆円 約1.4兆円 約0.1兆円
統合防空ミサイル防衛能力 約3兆円 約1.0兆円 約0.2兆円
無人アセット防衛能力 約1兆円 約0.2兆円 約0.02兆円

領域横断作戦能力
宇宙 約1兆円 約0.2兆円 約0.1兆円
サイバー 約1兆円 約0.2兆円 約0.1兆円
車両・艦船・航空機等 約6兆円 約1.2兆円 約1.1兆円

指揮統制・情報関連機能 約1兆円 約0.3兆円 約0.2兆円
機動展開能力・国民保護 約2兆円 約0.2兆円 約0.1兆円

持続性・強靱性

弾薬・誘導弾 約2兆円
（他分野も含め約5兆円）

約0.2兆円
（他分野も含め約0.8兆円）

約0.1兆円
（他分野も含め約0.3兆円）

装備品等の維持整備費・可動確保 約9兆円
（他分野も含め約10兆円）

約1.8兆円
（他分野も含め約2.0兆円）

約0.8兆円
（他分野も含め約1.3兆円）

施設の強靱化 約4兆円 約0.5兆円 約0.2兆円

防衛生産基盤の強化 約0.4兆円
（他分野も含め約1兆円）

約0.1兆円
（他分野も含め約0.1兆円）

約0.1兆円
（他分野も含め約0.1兆円）

研究開発 約1兆円
（他分野も含め約3.5兆円）

約0.2兆円
（他分野も含め約0.9兆円）

約0.1兆円
（他分野も含め約0.2兆円）

基地対策 約2.6兆円 約0.5兆円 約0.5兆円
教育訓練費、燃料費等 約4兆円 約0.9兆円 約0.7兆円
合　計 約43.5兆円 約9.0兆円 約4.4兆円
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も高い空調は、最大限対応する。
図表Ⅱ-4-3-8（隊員の生活・勤務環境の関連経費の
推移）、Ⅳ部2章1節（人的基盤の強化）

 参照

図表Ⅱ-4-3-6 施設整備費（宿舎を除く）の推移

（注）令和4年度予算額は、令和3年度補正予算額を含む。

1061 1,004
1,296 1,357 1,474 1,500

1,085

1,556 1,587 1,610

5,049

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5年度

施設整備費（宿舎を除く）

図表Ⅱ-4-3-5 装備品の維持整備費及び弾薬の整備費の推移
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（注）令和4年度予算額は、令和3年度補正予算額を含む。 （注）令和4年度予算額は、令和3年度補正予算額を含む。

【単位：億円】
装備品の維持整備費 弾薬の整備費

1,457
1,738 1,573

2,213
1,843

2,151
2,582

1,707

2,293 2,480
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	 33	 防衛関係費の内訳

1　経費別分類
防衛関係費は、隊員の給与や食事のための「人件・糧

食費」と、装備品の修理・整備、油の購入、隊員の教育訓
練、装備品の調達などのための「物件費」とに大別され
る。さらに、物件費は、過去の年度の契約に基づき支払

図表Ⅱ-4-3-7 研究開発費の推移

1,309 1,346 1,420 1,388 1,265 1,445 1,490 1,676 2,116
2,911

8,968

技術基盤の強化等 次期戦闘機
統合防空ミサイル防衛能力 スタンド・オフ防衛能力

【単位：億円】

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000
8,000
9,000

10,000

H25 H26 H27 H28 H29 H30 R1 R2 R3 R4 R5年度

図表Ⅱ-4-3-8 隊員の生活・勤務環境の関連経費の推移

27
（備品）

23
（備品）

36
（備品）

11
（日用品等）

12
（日用品等） 13

（日用品等）77 63 203

47
（女性）

58
（女性）

57
（女性）337 456

1,464

410
416

943

140
77

補正
宿舎
施設（隊舎・庁舎等の生活・勤務環境施設）（※2）
女性（教育・生活・勤務環境）（※1）
被服等
日用品等
備品（洗濯機、寝具類、机・椅子等）

【単位：億円】

1,019

2,693

1,063

令和3年度 令和4年度 令和5年度

（注）女性関連経費（※1）のうち、女性用区画を拡張するなど女性活躍推進のため、施設を新設等する経費（令和3年度
30億円、令和4年度42億円、令和5年度24億円）は、施設関連経費（※2）としても計上しているため、合計金額と
各項目を合算した金額とは符合しない。
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われる「歳出化経費」4と、その年度の契約に基づき支払
われる「一般物件費」とに分けられる。物件費は「事業
費」とも呼ばれ、一般物件費は装備品の修理費、隊員の
教育訓練費、油の購入費などが含まれることから「活動
経費」とも呼ばれる。

歳出予算で見た防衛関係費は、人件・糧食費と歳出化
経費という義務的性質を有する経費が全体の7割を占め

4	 防衛力整備には複数年度にわたるものがある。その場合、契約する年度と代価を支払う年度が異なるため、まず後年度にわたる債務負担の上限額を、国庫
債務負担行為（債務を負う権限のみが与えられる予算形式であり、契約締結はできるが、支払はできない。）として予算に計上する。それを根拠として契約
し、原則として完成・納入が行われる年度に、支払に必要な経費を歳出予算（債務を負う権限と支出権限が与えられる予算形式であり、契約締結および支
払ができる。）として計上する。このように、過去の契約に基づく支払のため計上される歳出予算を歳出化経費といい、次年度以降に支払う予定の部分を後
年度負担という。

	 なお、数年にわたる継続的な事業を施行する必要がある場合に、その経費の総額及び年割額についてあらかじめ一括して国会の議決を経て、数年度にわ
たって債務負担権限とあわせて支出権限を付与する制度として、継続費がある。

ており、残りの3割についても、装備品の修理費や基地
対策経費などの維持管理的な性格の経費の割合が高い。

図表Ⅱ-4-3-9（歳出額と新規後年度負担の関係）

2　使途別分類
防衛関係費は、隊員の給与や食事のための「人件・糧

 参照

図表Ⅱ-4-3-9 歳出額と新規後年度負担の関係

21,969億円
（33.3％）

25,182億円
（38.2％）

18,850億円
（28.6％）

人
件・糧
食
費

歳
出
化
経
費

（
活
動
経
費
）

一
般
物
件
費

令和9（2027）
年度

令和8（2026）
年度

令和元（2019）
年度

令和2（2020）
年度

令和3（2021）
年度

令和4（2022）
年度

契 約契 約

契 約

契 約

契 約

契 約

物件費契約ベース

※米国再編関係経費等を除く。

令和5（2023）年度
防衛関係費
66,001億円

既
定
分

新
規
分

後
年
度
負
担
額

令和4（2022）
年度

令和5（2023）
年度

令和7（2025）
年度

令和3（2021）
年度

令和2（2020）
年度

令和元（2019）
年度

令和6（2024）
年度

令和5（2023）年度

↓
一部支払

（10億円）

↓
一部支払

（10億円）

↓
一部支払

（20億円）

↓
残額支払

（60億円）

契約

一般物件費 歳出化経費 歳出化経費

後年度負担額（90億円）

契約額（100億円）

歳出化経費

納入
令和6（2024）年度 令和7（2025）年度 令和8（2026）年度

後年度負担額
　防衛力整備においては、装備品の調達や施設の整備などに複数年度
を要するものが多い。このため、複数年度に及ぶ契約（原則5年以内）を
行い、将来の一定時期に支払うことを契約時にあらかじめ国が約束を
するという手法をとっている。
　後年度負担額とは、このような複数年度に及ぶ契約に基づき、契約の
翌年度以降に支払う金額をいう。

（例）100億円の装備を4年間に及ぶ契約で調達する場合

歳出額
防衛関係費の構造

　防衛関係費は、人件・糧食費と物件費（事業費）に大別される。
さらに、物件費（事業費）は、歳出化経費と一般物件費（活動経費）
に分けられる。

人件・糧食費

物件費
（事業費）

歳出化経費

一般物件費
（活動経費）

隊員の給与、退職金、営内での食事などにかか
る経費

令和4（2022）年度以前の契約に基づき、令和5
（2023）年度に支払われる経費
令和5（2023）年度の契約に基づき、令和5

（2023）年度に支払われる経費

装備品の調達・修理・整備、油の購入
隊員の教育訓練、施設整備、光熱水料などの営
舎費、技術研究開発、基地周辺対策や在日米軍
駐留経費などの基地対策経費などにかかる経費
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食費」、新しい装備品（戦車、護衛艦、戦闘機など）を購入
するための「装備品等購入費」、隊員の教育訓練、艦船・
航空機などの油、装備品の修理のための「維持費等」、格
納庫・隊舎などの建設のための「施設整備費」、先端技術
への投資のための「研究開発費」などに大別される。

令和5年度防衛関係費では、新しい装備品の購入及び
研究開発を合わせて2割を上回るとともに、現有装備品
の維持の割合も上昇している。なお、北大西洋条約機構

（N
North Atlantic Treaty Organization

ATO）加盟国は、2024年までに、国防費の20％以上
を主要装備品の取得及び関連する研究開発に充てること
を目指している。

図表Ⅱ-4-3-10（防衛関係費の使途別分類（令和5
（2023）年度））

3　新規後年度負担
歳出予算とは別に、翌年度以降の支払を示すものとし

て新規後年度負担（当該年度に、新たに負担することと
なった後年度負担）がある。防衛力整備においては、艦
船・航空機などの主要な装備品の調達や格納庫・隊舎な
どの建設のように、契約から納入、完成までに複数年度
を要するものが多い。これらについては、当該年度に複
数年度に及ぶ契約を行い、契約時にあらかじめ次年度以
降（原則5年以内）の支払いを約束するという手法をとっ
ている（一般物件費と新規後年度負担の合計は、当該年
度に結ぶ契約額の総額（事業規模）であり、「契約ベース」
と呼んでいる）。

図表Ⅱ-4-3-9（歳出額と新規後年度負担の関係）

	 44	 最適化への取組
整備計画においては、防衛力整備の一層の効率化・合

理化の徹底等の取組を通じて実質的な財源確保を図るこ
ととしており、令和5（2023）年度予算では、重要度の
低下した装備品の運用停止や、長期契約の活用、原価の
精査等による調達の最適化などにより、約2,572億円の
縮減を図ることとしている。具体的な取組としては次の
とおりである。
・・　陳腐化などにより重要度の低下した装備品の運用停

止、用途廃止を進める。（52億円の縮減）
・・　長期契約も含めた装備品のまとめ買い等により、企

業の予見可能性を向上させ、効率的な生産を促し、価
格低減と取得コストの削減を実現する。また、維持整
備にかかる成果の達成に応じて対価を支払う契約方
式（PBL）などを含む包括契約の拡大を図る。（1,456
億円の縮減）

・・　モジュール化・共通化や民生品の使用により、自衛

 参照

 参照

図表Ⅱ-4-3-10 防衛関係費の使途別分類（令和5（2023）年度）

施設整備費
3.7%（2,465億円）
格納庫・隊舎などの建設

研究開発費
3.3%（2,201億円）
先端技術への投資

※米軍再編関係経費等を除く。

その他
3.2%（2,141億円）

維持費など
28.4%
（18,731億円）
隊員の教育訓練、艦船・航空機
などの油、装備品の修理

装備品等購入費
20.6%

（13,622億円）
新しい装備品（戦車、護衛艦、

戦闘機など）の購入

66,001億円
（R5当初） 装備品等購入費

15.8%
（8,165億円）

基地対策経費
9.1%（4,718億円）

施設整備費
3.7%（1,932億円）

研究開発費
3.2%（1,644億円）

その他
1.5%（802億円）

（参考）
51,788億円
（R4当初）

人件・糧食費
42.0％
（21,740億円）

維持費など
24.7%
（12,788億円）

人件・糧食費
33.3％
（21,969億円）

基地対策経費
7.4%（4,872億円）
地元自治体への支援
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隊独自仕様を絞り込み、取得にかかる期間を短縮する
とともに、ライフサイクルコストの削減を図る。（214
億円の縮減）

・・　費用対効果の低いプロジェクトを見直すほか、各プ

5	 各国でどれだけの財やサービスを購入できるかを、各国の物価水準を考慮して評価したもの。
	 なお、それぞれの通貨単位を外国為替相場のレートにより換算する方法もあるが、この方法で換算した国防費は、必ずしもその国の物価水準に照らした価

値を正確に反映するものとはならない。

ロジェクトのコスト管理の徹底、民間委託等による部
外力の活用拡大を進める。（849億円の縮減）

IV部1章4節3項（ライフサイクルを通じたプロジェ
クト管理）

	 55	 各国との比較
国防費について国際的に統一された定義がないこと、

公表国防費の内訳の詳細が必ずしも明らかでないこと、
各国で予算制度が異なっていることなどから、国防支出
の多寡を正確に比較することは困難である。

そのうえで、わが国の防衛関係費と各国が公表してい
る国防費を、経済協力開発機構（O

Organization for Economic Co-operation and Development
ECD）が公表している

購買力平価5を用いて、ドルに換算すれば、図表Ⅱ-4-3-
11（主要国の国防費比較（2022年度））のとおりである。

NATO加盟国をはじめ各国は、安全保障環境を維持
するために、経済力に応じた相応の国防費を支出する姿
勢を示しており、わが国としても、国際社会の中で安全
保障環境の変化を踏まえた防衛力の強化を図る上で、
GDP比で見ることは指標として一定の意味がある。防
衛力の抜本的強化の内容の積み上げとあわせて、これら
を補完する取組として、海上保安能力やPKOに関する
経費のほか、研究開発、公共インフラ整備など、総合的
な防衛体制を強化するとしており、2027年度において、
防衛力の抜本的強化とそれを補完する取組をあわせ、そ
のための予算水準が2022年現在のGDPの2％に達する
よう、所要の措置を講ずることとしている。

なお、1998年以降における主要国の国防費の推移は、
図表Ⅱ-4-3-12（主要国の国防費の推移）のとおりであ
る。

資料14（各国国防費の推移）

 参照

 参照

図表Ⅱ-4-3-11 主要国の国防費比較（2022年度）

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

0
1,000
2,000
3,000
4,000
5,000
6,000
7,000

韓国ロシア中国米国日本 オースト
ラリア 英国 フランス

（注）1　国防費については、各国発表の国防費（米国は国防省費）を基に、
2022年購買力平価（OECD発表値：2023年4月現在）を用いてド
ル換算。

　　  　「1ド ル＝95.214288円＝4.021865元＝28.80ル ー ブ ル＝
815.562523ウ ォ ン＝1.446332豪 ド ル＝0.663595ポ ン ド＝
0.692756仏ユーロ＝0.719944独ユーロ」

　　2　中国が国防費として公表している額は、実際に軍事目的に支出し
ている額の一部に過ぎないとみられ、米国防省の分析によれば、
実際の国防支出は公表国防予算よりも著しく多いとされる。

　　3　対GDP比については、各国発表の国防費（現地通貨）を基に、IMF
発表のGDP値（現地通貨）を用いて試算。

　　4　NATO公表国防費（退役軍人への年金等が含まれる）は各国発表
の国防費と異なることがあるため、NATO公表値（2023年3月発
表）による対GDP比は、各国発表の国防費を基に試算したGDP比
とは必ずしも一致しない。

　　5　一 人 当 た り の 国 防 費 に つ い て は、UNFPA（State of World 
Population 2022）発表の人口を用いて試算。

　　6　SIPRIファクトシート（2023年4月公表）によると、2022年の世界
のGDPに占める世界の国防費の割合は、2.2%となっており、日本
のGDPに占める防衛関係費の割合は、1.1％となっている。

GDPに対する比率（％）
国防費（億米ドル）

ドイツ

6.0
対GDP比（％）

8,000
国防費（億ドル）

544

0.93

－

433

4

7,266

2.85

3.46

2,293

21

3,606

1.19

－

249

2

1,624

3.09

－

1,114

11

670

2.54

－

1,305

12

332

1.96

－

1,271

12

726

1.94

2.16

1,060

10

716

1.88

1.89

1,091

10

701

1.31

1.49

836

8

国防費

対GDP比
（参考）NATO公表値

による対GDP比
一人当たりの

国防費（約〇ドル）
一人当たりの

国防費（約〇万円）
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図表Ⅱ-4-3-12 主要国の国防費の推移

（注1）　国防費については、各国発表の国防費を基に、各年の購買力平価（OECD発表値：2023年4月現在）を用いてドル換算。なお、現時点
で2023年の購買力平価は発表されていないことから、2023年の値については、2022年の購買力平価を用いてドル換算。

（注2）　日本の防衛関係費については、当初予算（SACO関係経費、米軍再編関係経費のうち地元負担軽減分、国土強靭化のための3か年緊急対
策にかかる経費等を除く。）。

（注3）　各国の1998-2023年度の伸び率（小数点第2位を四捨五入）を記載。

（単位：100億ドル）

日本 米国 韓国 オーストラリア中国 ロシア

0.5

1.0

2.0

4.0

8.0

16.0

32.0

64.0

128.0

6.9

77.1

38.6

7.0

17.3

3.5

1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

ロシア
（6.9倍）

日本
（2.3倍）

韓国
（3.7倍）

オーストラリア
（4.6倍）

中国
（11.9倍）

米国
（3.0倍）
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	第1節	 国家安全保障会議
わが国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境に直面し

ており、また、わが国が対応すべき安全保障上の課題は
より深刻化している。こうした中においては、内閣総理大
臣を中心とする政治の強力なリーダーシップのもと、戦
略的観点から国家安全保障にかかる政策を進めていく必
要がある。そのため、わが国の安全保障に関する重要事
項を審議する機関として、内閣に設置されている国家安
全保障会議が、国家安全保障に関する外交・防衛・経済
政策の司令塔として機能している。2013年12月の創設
以来318回（2023年3月末時点）開催され、2022年12
月に策定された安保戦略、防衛戦略及び整備計画もこの
国家安全保障会議における審議を経て決定されている。
国家安全保障会議を恒常的に支えるための事務局とし

て、内閣官房に国家安全保障局が設置されている。同局
は、国家安全保障に関する外交・防衛・経済政策の基本
方針や重要事項の企画・立案及び総合調整の機能も有し

ており、近年では経済安全保障上の課題に対応するため、
2020年4月に「経済班」が設けられた。政策面で関わり
の深い関係行政機関が、同局への人材、情報両面におい
てサポートしており、防衛省からも自衛官を含む多くの
職員が同局に出向しており、それぞれの専門性を活かし
ながら政策の企画・立案に携わっている。また、防衛省か
ら国際軍事情勢などの情報が適時に提供されている。
このように国家安全保障政策に関する企画・立案機能
が強化された結果、わが国の安全保障に関する制度的な
整備が実現しているほか、安全保障上の新たな課題など
にかかる政策の方向性が示されるようになっている。ま
た、国家安全保障会議で議論された基本的な方針のもと
で、個々の防衛政策が立案され、意思決定の迅速化が図
られるなどしており、防衛省における政策立案、遂行機
能の向上にも大きく資するものとなっている。

図表Ⅱ-5-1（国家安全保障会議の体制） 参照

資料：国家安全保障会議の開催状況
URL：https://www.kantei.go.jp/jp/singi/anzenhosyoukaigi/kaisai.html

図表Ⅱ-5-1 国家安全保障会議の体制

国家安全保障会議を支える体制（イメージ）
国家安全保障会議

四大臣会合 九大臣会合 緊急事態大臣会合
◆国家安全保障に関する外交・防衛・経済政策の司令塔 ◆旧安全保障会議の文民統制機能を継承 ◆重大緊急事態への対処強化

資料・情報・人材の提供

内閣官房国家安全保障局

関係省庁
防衛省 外務省 etc…

緊密に連携

サポート

◆国家安全保障会議を恒常的にサポートする事務局機能
◆国家安全保障に関する外交・防衛・経済政策の基本方針・重要事項の企画・立案及び総合調整
◆緊急事態への対処に当たり、国家安全保障の観点から必要な提言を実施

内閣官房の他の機関

内閣サイバー
セキュリティセンター
内閣情報調査室

etc…

内閣官房副長官補
（事態対処・危機管理担当）付

わが国の安全保障と	
防衛を担う組織第5章
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	第2節	 防衛省・自衛隊の組織
	 11	 防衛力を支える組織

1　防衛省・自衛隊の組織
防衛省・自衛隊は、わが国の防衛という任務を果たす

ため、実力組織である陸・海・空自を中心に、様々な組
織で構成されている。
防衛省と自衛隊は、ともに同一の組織を指している。

「防衛省」という場合には、陸・海・空自の管理・運営な

どを任務とする行政組織の面をとらえているのに対し、
「自衛隊」という場合には、わが国の防衛などを任務とす
る、部隊行動を行う実力組織の面をとらえている。

図表Ⅱ-5-2-1（防衛省・自衛隊の組織図）、図表Ⅱ
-5-2-2（防衛省・自衛隊の組織の概要）、図表Ⅱ-5-
2-3（陸・海・空自衛隊の編成）、図表Ⅱ-5-2-4（主要
部隊などの所在地（イメージ）（2022年度末現在））

 参照

図表Ⅱ-5-2-1 防衛省・自衛隊の組織図

内　　閣
内閣総理大臣

防衛大臣

防衛副大臣

国家安全保障会議

防衛大臣政務官×2

防衛大臣補佐官

防衛事務次官

防衛大臣秘書官

防衛審議官

大
臣
官
房

防
衛
政
策
局

整
備
計
画
局

人
事
教
育
局

地
方
協
力
局

自
衛
隊
員
倫
理
審
査
会

防
衛
施
設
中
央
審
議
会

防
衛
人
事
審
議
会

防
衛
大
学
校

防
衛
医
科
大
学
校

防
衛
研
究
所

防
衛
会
議

統
合
幕
僚
監
部

陸
上
幕
僚
監
部

海
上
幕
僚
監
部

航
空
幕
僚
監
部

情
報
本
部

防
衛
監
察
本
部 防

衛
装
備
庁

地
方
防
衛
局×

８

共同の機関共同の部隊
自
衛
隊
情
報
保
全
隊

自
衛
隊
サ
イ
バ
ー
防
衛
隊

自
衛
隊
体
育
学
校

自
衛
隊
中
央
病
院

自
衛
隊
地
区
病
院

自
衛
隊
地
方
協
力
本
部

陸
上
自
衛
隊
の

　
　
　
部
隊
及
び
機
関

海
上
自
衛
隊
の

　
　
　
部
隊
及
び
機
関

航
空
自
衛
隊
の

　
　
　
部
隊
及
び
機
関

本省内部部局本省内部部局

防衛大臣政策参与（3人以内）

審議会等 施設等機関 特別の機関 地
方
支
分
部
局

外
局

部隊及び機関

※　2023年5月時点
※　臨時又は特例で置くものを除く
※　「部隊及び機関」、「共同の部隊」及
び「共同の機関」は、国家行政組織法
上の「特別の機関」に整理される
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図表Ⅱ-5-2-2 防衛省・自衛隊の組織の概要

組　織 概　　要

本省内部部局
●�自衛隊の業務の基本的事項（防衛及び警備、自衛隊の行動等の基本（法令や政府レベルの方針の企画立案といった政策的・行政的業務）
や人事、予算など）を担う組織

●�大臣官房のほか、防衛政策局、整備計画局、人事教育局及び地方協力局の4局から構成

統合幕僚監部
●自衛隊の運用に関する防衛大臣の幕僚機関
●統合運用に関する防衛及び警備に関する計画の立案、行動の計画の立案など
●自衛隊の運用に関する大臣の指揮は統幕長を通じて行い、自衛隊の運用に関する命令は、統幕長が執行

陸上幕僚監部
海上幕僚監部
航空幕僚監部

●各自衛隊の隊務に関する防衛大臣の幕僚機関
●各自衛隊の防衛及び警備に関する計画の立案、防衛力整備、教育訓練などに関する計画の立案など

陸上自衛隊

●陸上総隊
　・空挺団、水陸機動団などを基幹として編成
　・陸自部隊の一体的運用を可能とする。
●方面隊
　・複数の師団及び旅団やその他の直轄部隊（施設団、高射特科群など）をもって編成
　・5個の方面隊があり、それぞれ主として担当する方面区の防衛にあたる。
●師団及び旅団
戦闘部隊、戦闘支援部隊及び後方支援部隊などで編成

海上自衛隊

●自衛艦隊
　・護衛艦隊、航空集団（固定翼哨戒機部隊などからなる。）、潜水艦隊などを基幹として編成
　・主として機動運用によってわが国周辺海域の防衛にあたる。
●地方隊
　5個の地方隊があり、主として担当区域の警備及び自衛艦隊の支援にあたる。

航空自衛隊

●航空総隊
　・4個の航空方面隊を基幹として編成
　・主として全般的な防空任務にあたる。
●航空方面隊
　�航空団（戦闘機部隊などからなる。）、航空警戒管制団（警戒管制レーダー部隊などからなる。）、高射群（地対空誘導弾部隊などからな
る。）などをもって編成

防衛大学校 ●幹部自衛官となるべき者を教育訓練するための機関
●一般大学の修士及び博士課程に相当する理工学研究科（前期及び後期課程）及び総合安全保障研究科（前期及び後期課程）を設置

防衛医科大学校
●医師である幹部自衛官となるべき者を教育訓練するための機関
●保健師及び看護師である幹部自衛官及び技官となるべき者を教育訓練するための機関
●学校教育法に基づく大学院医学研究科博士課程に相当する医学研究科を設置

防衛研究所

●防衛省のシンクタンクにあたる機関
●自衛隊の管理及び運営に関する基本的な調査研究を行う。
　・安全保障に関する調査研究
　・戦史に関する調査研究及び戦史の編さん
　・戦史史料の管理・公開
●幹部自衛官その他の幹部職員の教育訓練を行う。

情報本部

●わが国の安全保障にかかる各種情報の収集・分析・報告を行う防衛省の中央情報機関
　・�画像・地理情報、電波情報、公刊情報など各種の軍事情報を収集し、総合的な分析・評価を加えたうえで、省内各機関や関係省庁に対

する情報提供を実施する。
　・総務部、計画部、統合情報部、分析部、画像・地理部、電波部と6つの通信所で構成

防衛監察本部 ●防衛省・自衛隊の業務全般について独立した立場から監察する機関

地方防衛局
（全国8か所）

●地方における防衛行政全般についての機能を担う地方支分部局
　・�地方公共団体及び地域住民の理解及び協力の確保、防衛施設の取得・管理・建設工事・基地周辺対策など、装備品などの調達にかか

る原価監査・監督・検査などを行う。
　・北海道、東北、北関東、南関東、近畿中部、中国四国、九州、沖縄の8局で構成

防衛装備庁

●防衛装備品の効果的かつ効率的な取得や国際的な防衛装備・技術協力などを行う外局
　・統合的見地を踏まえ、防衛装備品のライフサイクルを通じた一貫したプロジェクト管理の実施
　・部隊の運用ニーズについて装備面への円滑・迅速な反映
　・新しい領域（防衛装備品の一層の国際化、先進技術研究への投資など）における積極的な取組
　・調達改革の実現と防衛生産・技術基盤の維持・強化の両立
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図表Ⅱ-5-2-3 陸・海・空自衛隊の編成

中部航空施設隊(入間、各地）

南西航空施設隊(那覇）

第2師団（旭川）
第5旅団（帯広）

北部方面混成団(東千歳）

その他の部隊

第6師団（神町）
第9師団（青森）

東北方面航空隊(霞目）
その他の部隊

第9航空団(那覇）
南西航空警戒管制団(那覇、各地）

南西航空方面隊司令部(那覇）

南西高射群（那覇、各地）

その他の部隊

偵察航空隊（三沢）
その他の部隊

警戒航空団（浜松、各地）
航空救難団（入間、各地）

第6航空団(小松）
第7航空団(百里）
中部航空警戒管制団(入間、各地）
中部高射群（入間、各地）

その他の部隊

第5航空団(新田原）
第8航空団(築城）
西部航空警戒管制団(春日、各地）
西部高射群（春日、各地）

その他の部隊

第2航空団(千歳）
第3航空団(三沢）

北部航空方面隊司令部(三沢）

中部航空方面隊司令部(入間）

西部航空方面隊司令部(春日）

北部航空警戒管制団(三沢、各地）

その他の部隊

北部高射群（三沢、各地）

北部方面隊

自衛艦隊 護衛艦隊

航空集団

潜水艦隊

陸上幕僚長
陸上幕僚監部

海上幕僚長

防 衛 大 臣

海上幕僚監部

航空総隊 北部航空方面隊

中部航空方面隊

西部航空方面隊

南西航空方面隊

航空幕僚長
航空幕僚監部

統合幕僚長
統合幕僚監部

東北方面隊

第7師団（東千歳）
第11旅団（真駒内）
第1特科団(北千歳）
第1高射特科団(東千歳）

北部方面航空隊(丘珠）

第3施設団(南恵庭）

東北方面混成団(仙台）

東北方面特科隊(仙台）

第1護衛隊群(横須賀）
第2護衛隊群(佐世保）
第3護衛隊群(舞鶴）
第4護衛隊群(呉）
海上訓練指導隊群(横須賀）

第1航空群(鹿屋）
第2航空群(八戸）
第4航空群(厚木）
第5航空群(那覇）
第21航空群(館山）
第22航空群(大村）
第31航空群(岩国）

第1潜水隊群(呉）
第2潜水隊群(横須賀）

掃海隊群(横須賀）
艦隊情報群（横須賀）
海洋業務・対潜支援群(横須賀）
開発隊群(横須賀）

航空総隊司令部(横田）

北部航空施設隊(三沢、千歳）

西部航空施設隊(芦屋、各地）

航空戦術教導団（横田、各地）

第2施設団(船岡）

陸上総隊 陸上総隊司令部（朝霞）
第1空挺団（習志野）
水陸機動団（相浦）
第1ヘリコプター団（木更津）
システム通信団（市ヶ谷）
中央即応連隊（宇都宮）
特殊作戦群（習志野）
電子作戦隊（朝霞）
その他の部隊

その他の部隊

その他の部隊

その他の部隊

その他の部隊

中部方面隊

西部方面隊

第3師団（千僧）

第8高射特科群(青野原）

中部方面航空隊(八尾）
中部方面特科隊(松山）

第4施設団(大久保）
中部方面混成団(大津）

その他の部隊

第10師団（守山）
第13旅団（海田市）
第14旅団（善通寺）

第4師団（福岡）
第8師団（北熊本）
第15旅団（那覇）
西部方面特科隊(湯布院）
第2高射特科団(飯塚）

西部方面航空隊(高遊原）
西部方面戦車隊(玖珠）

第5施設団(小郡）
西部方面混成団（久留米）

その他の部隊

教育訓練研究本部(目黒）
補給統制本部(十条）
その他の部隊・機関

東部方面隊 第1師団（練馬）
第12旅団（相馬原）
第2高射特科群(松戸）

東部方面航空隊(立川）
その他の部隊

第1施設団(古河）
東部方面混成団(武山）

教育航空集団

大湊地方隊

舞鶴地方隊

佐世保地方隊

呉地方隊

横須賀地方隊

練習艦隊

下総教育航空群(下総）
徳島教育航空群(徳島）
小月教育航空群(小月）

システム通信隊群(市ヶ谷）
海上自衛隊補給本部(十条）
その他の部隊・機関

航空支援集団

航空教育集団

航空開発実験集団

第1輸送航空隊(小牧）
第2輸送航空隊(入間）

航空支援集団司令部(府中）

航空開発実験集団司令部(府中）

航空教育集団司令部(浜松）

第3輸送航空隊(美保）
航空保安管制群(府中、各地）
航空気象群(府中、各地）
飛行点検隊(入間）
特別航空輸送隊(千歳）
航空機動衛生隊(小牧）

第1航空団(浜松）
第4航空団(松島）
第11飛行教育団(静浜）
第12飛行教育団(防府北）
第13飛行教育団(芦屋）
航空教育隊(防府南、熊谷）
飛行教育航空隊(新田原）
その他の部隊・機関

飛行開発実験団(岐阜）
電子開発実験群(府中）
航空医学実験隊(入間）

航空システム通信隊(市ヶ谷、各地）
宇宙作戦群（府中、防府北）

航空安全管理隊（入間）
補給本部(十条、各地）
その他の部隊・機関
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図表Ⅱ-5-2-4 主要部隊などの所在地（イメージ）（2022年度末現在）

横田

厚木

福岡
背振山

南西航空方面隊

南西航空方面隊

与那国島

相浦

陸上総隊司令部（及び東部方面総監部）

方面総監部

主要航空基地

主要航空基地

（固定翼哨戒機部隊）

（回転翼哨戒機部隊）

航空警戒管制部隊

水陸機動団
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2　防衛大臣を補佐する体制
防衛大臣は、防衛省の長として国の防衛に関する事務

を分担管理し、自衛隊法の定めるところに従い、自衛隊
の隊務を統括する。その際、防衛副大臣、防衛大臣政務
官（2人）及び防衛大臣補佐官が防衛大臣を補佐する。ま
た、防衛大臣への進言を行う防衛大臣政策参与や、防衛
省の所掌事務に関する基本的な方針について審議する防
衛会議が置かれている。さらに、防衛大臣を助け、省務
を整理し、各部局及び機関の事務を監督する防衛事務次
官や、国際関係業務などを総括整理する防衛審議官が置
かれている。
そのほか、防衛省には、本省内部部局、統幕及び陸・

海・空幕と、外局である防衛装備庁が置かれている。本
省内部部局は、自衛隊の業務の基本的事項を担当してお
り、大臣官房長及び各局長は防衛装備行政を担当する防
衛装備庁長官とともに、防衛大臣に対する政策的見地か
らの補佐を行う。
統幕は、自衛隊の運用に関する防衛大臣の幕僚機関で

あり、統幕長は、自衛隊の運用に関して軍事専門的見地
から防衛大臣の補佐を一元的に行う。また、陸・海・空

1 自衛隊法第22条第1項又は第2項に基づき、特定の任務を達成するために特別の部隊を編成し、又は隷属する指揮官以外の指揮官の一部指揮下に所要の
部隊を置く場合であって、これらの部隊が陸・海・空自の部隊のいずれか2以上からなるものをいう。弾道ミサイル対処や大規模災害対処など、様々な任
務を迅速かつ効果的に遂行するためには、陸・海・空自を一体的に運用する必要があるため、単一の指揮官のもとに陸・海・空自にまたがる統合任務部隊
を組織し、対応している。

幕は運用以外の各自衛隊の隊務に関する防衛大臣の幕僚
機関であり、陸・海・空幕長は、こうした隊務に関する
最高の専門的助言者として防衛大臣を補佐する。
このように、防衛省においては、防衛大臣が的確な判
断を行うため、政策的見地からの大臣補佐と軍事専門的
見地からの大臣補佐がいわば車の両輪としてバランス良
く行われることを確保している。

Ⅱ部1章2節3項4（文民統制の確保）

3　地方における防衛行政の拠点
防衛省は、防衛行政全般の地方における拠点として地
方防衛局を全国8か所（札幌市、仙台市、さいたま市、横
浜市、大阪市、広島市、福岡市及び嘉手納町）に設置して
いる。
地方防衛局は、防衛施設と地域社会との調和を図るた
めの施策や装備品の検査などに加え、防衛省・自衛隊の
取組に対して地方公共団体及び地域住民の理解及び協力
を得るための様々な施策（地方協力確保事務）を行って
いる。

IV部4章1節（地域社会との調和にかかる施策）

	 22	 自衛隊の統合運用体制
自衛隊の任務を迅速かつ効果的に遂行するため、防衛

省・自衛隊は、陸・海・空自を一体的に運用する統合運
用体制をとっている。また、宇宙・サイバー・電磁波と
いった領域を含め、領域横断作戦を実現し得る体制の構
築に取り組んでいる。

1　統合運用体制の概要
（1）　統幕長の役割
ア　統幕長は、統一的な運用構想を立案し、自衛隊の運
用に関する軍事専門的見地からの大臣の補佐を一元
的に行う。

イ　自衛隊の運用に関する大臣の指揮は統幕長を通じて
行い、自衛隊の運用に関する命令は、統幕長が執行す
る。その際、統合任務部隊1が組織された場合はもと
より、単一の自衛隊の部隊を運用して対処する場合で
あっても、大臣の指揮命令は、統幕長を通じて行われ
る。

（2）統幕長と他の幕僚長との関係
統幕は、自衛隊の運用に関する機能を担い、陸・海・
空幕は、人事、防衛力整備、教育訓練などの部隊を整備
する機能を担う。

図表Ⅱ-5-2-5（自衛隊の運用体制及び統幕長と陸・
海・空幕長の役割）

 参照

 参照

 参照
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2　統合運用機能の強化
防衛戦略を踏まえ、統合運用の実効性の強化に向け

て、平素から有事まであらゆる段階においてシームレス
に領域横断作戦を実現する体制を構築する必要があるこ

とから、既存組織の見直しにより、陸海空自の一元的な
指揮を行い得る常設の統合司令部を速やかに創設する。
防衛大臣による指揮やその補佐のあり方、自衛隊内の部
隊指揮のあり方など、必要な機能や効果的な指揮命令系
統をどのように確保するかなどの課題を検討している。

図表Ⅱ-5-2-5 自衛隊の運用体制及び統幕長と陸・海・空幕長の役割

実動部隊

統合任務部隊
指揮官

陸上総隊司令官、
方面総監など

自衛艦隊
司令官など

航空総隊
司令官など

運用に関する指揮系統 運用以外の隊務に関する指揮系統

部隊運用の責任
フォース・ユーザー

統幕長

統合幕僚監部

部隊運用以外の責任
（人事、教育、訓練（※）、防衛力整備など）

フォース・プロバイダー

陸幕長 海幕長 空幕長

陸上
幕僚監部

海上
幕僚監部

航空
幕僚監部

内閣総理大臣

防衛大臣

統合運用の基本

○　統幕長が自衛隊の運用に
　関し、軍事専門的観点から
　大臣を一元的に補佐

○　自衛隊に対する大臣の指
　揮は、統幕長を通じて行う

○　自衛隊に対する大臣の命
　令は、統幕長が執行

統幕長と陸・海・空幕長は
職務遂行に当たり密接に連携

◇　統幕長は後方補給などに
　かかわる統一的な方針を明示

◇　陸・海・空幕長は運用時の
　後方補給などを支援

※統合訓練は統幕長の責任

動画：陸自広報動画※2023年3月末完成
URL：https://www.youtube.com/watch?v=5yDv3r4L91k

動画：航空自衛隊�日本の空を守る7つの部隊（ユニット）
URL：https://www.youtube.com/watch?v=AvUUYASaPUk

動画：海上自衛隊公式広報ビデオ　～STRENGTH�＆�READINESS～
URL：https://www.youtube.com/watch?v=jhfv2lSaWLs&t=237s

動画：防衛装備庁広報ビデオ
URL：https://www.youtube.com/watch?v=O8dz3zJZhv4
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わが国を取り巻く安全保障環境が急速に厳しさを
増す中、陸海空自衛隊の統合運用の実効性の強化に向
けて、平素から有事まであらゆる段階においてシーム
レスに領域横断作戦を実現する体制を速やかに構築す
る必要があります。

このため、より将来的な統合運用の在り方として、
大臣の指揮命令を適切に執行するための平素からの統
合的な体制の在り方について検討した結果、既存組織

を見直すことにより、速やかに常設の統合司令部を創
設することとしました。

今後、同司令部の創設に向け、防衛大臣による指揮
監督やその補佐の在り方、自衛隊内の部隊指揮のあり
方などについて、必要な機能や効果的な指揮命令系統
をどのように確保するかなどの課題を検討していると
ころです。

図表Ⅱ-5-2-5（自衛隊の運用体制及び統幕長と
陸・海・空幕長の役割）

 参照

常設の統合司令部解 説解 説
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本章では、各種事態などにおける政府としての対応や
自衛隊の行動などに関する制度的な枠組みについて概説
する。

1	 正式な法律の名称は、「武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律」。
2	 「武力攻撃事態」とは、わが国に対する外部からの武力攻撃が発生した事態又は当該武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った

事態。また、「武力攻撃予測事態」とは、武力攻撃事態には至っていないが、事態が緊迫し、武力攻撃が予測されるに至った事態。両者を合わせて「武力攻撃
事態等」と呼称。

3	 「存立危機事態」とは、わが国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の
権利が根底から覆される明白な危険がある事態。

資料15（自衛隊の主な行動の要件（国会承認含む）
と武器使用権限等について）

	 11	 武力攻撃事態等及び存立危機事態における対応
事態対処法1は、武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態

（「武力攻撃事態等2」）並びに存立危機事態3への対処のた
めの態勢を整備し、もってわが国の平和と独立並びに国
及び国民の安全の確保に資することを目的としている。
同法では、武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処に
ついての基本理念、基本的な方針（対処基本方針）とし
て定めるべき事項、国・地方公共団体の責務などについ
て規定している。
後述する第Ⅲ部第1章第4節のようなわが国に対する
ミサイル攻撃や島嶼部への侵攻などの武力攻撃が生起し
た場合や、わが国と密接な関係にある他国に対する武力
攻撃が発生し、これによりわが国の存立が脅かされ、国
民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される
明白な危険がある事態が生起した場合、政府は、同法に
基づき対応していく。

1　武力攻撃事態等及び存立危機事態
武力攻撃事態等又は存立危機事態に至ったときは、政

府は、事態対処法に基づき、次の事項を定めた対処基本
方針を閣議決定し、国会の承認を求めることになる。
ア　対処すべき事態に関する次に掲げる事項
①　�事態の経緯、武力攻撃事態等又は存立危機事態で
あることの認定及び当該認定の前提となった事実

②　��事態が武力攻撃事態又は存立危機事態であると認

定する場合には、わが国の存立を全うし、国民を
守るために他に適当な手段がなく、事態に対処す
るため、武力の行使が必要であると認められる理
由

イ　対処に関する全般的な方針
ウ　対処措置に関する重要事項
武力攻撃事態又は存立危機事態の場合、この対処措置
に関する重要事項として、後述する防衛出動を命ずるこ
との国会承認の求め又は防衛出動を命じることなどが記
載される。

図表Ⅱ-6-1（武力攻撃事態等及び存立危機事態への
対処のための手続き）、図表Ⅱ-6-2（主な事態におい
て自衛隊が実施できる主な措置）

2　自衛隊による対処
内閣総理大臣は、武力攻撃事態及び存立危機事態に際
して、わが国を防衛するため必要があると認める場合に
は、自衛隊の全部又は一部に防衛出動を命ずることがで
きる。防衛出動の下令に際しては、原則として国会の事
前承認を得なければならない。防衛出動を命じられた自
衛隊は「武力の行使」の三要件を満たす場合に限り武力
の行使ができる。

Ⅲ部1章4節（ミサイル攻撃を含むわが国に対する
侵攻への対応）

 参照

 参照

 参照

自衛隊の行動などに関する	
枠組み第6章
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3　国民保護
武力攻撃事態等及び緊急対処事態4において、国民の
生命、身体及び財産を保護し、国民生活などに及ぼす影
響を最小とするための、国・地方公共団体などの責務、
避難、救援、武力攻撃災害への対処などの措置について
は、国民保護法5に規定している。防衛大臣は、都道府県

4	 武力攻撃の手段に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する行為が発生した事態、又は当該行為が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至っ
た事態で、国家として緊急に対処することが必要なもの。

5	 正式な法律の名称は、「武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律」。
6	 対策本部長は内閣総理大臣を充てることとされているが、両者は別人格として規定されている。

知事からの要請を受け、事態やむを得ないと認める場
合、又は事態対策本部長6から求めがある場合は、内閣総
理大臣の承認を得て、部隊などに国民保護措置又は緊急
対処保護措置（住民の避難支援、応急の復旧など）を実
施させることができる。

図表Ⅱ-6-3（国民保護等派遣のしくみ）、Ⅲ部1章4
節8項（国民保護に関する取組）

 参照

図表Ⅱ-6-1 武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処のための手続き

指定行政機関 地方公共団体 指定公共機関

・対処措置の総合的な推進
・特定公共施設などの利用指針の策定

事態対策本部（注）
（対策本部長：内閣総理大臣）

諮問

答申

（注）　武力攻撃事態等又は存立危機事態への対処措置の総合的な推進のために内閣に設置される対策本部

①　内閣総理大臣による対処基本方針
　　案の作成

②　内閣総理大臣による対処基本方針
　　案の国家安全保障会議への諮問

③　国家安全保障会議による内閣総理
　　大臣への対処基本方針案の答申

④　対処基本方針の閣議決定

⑤　国会による対処基本方針の承認

対処基本方針、利用指針
に従って対処

政　府

国　会

武力攻撃の発生など

対処基本方針案の作成

対処基本方針の閣議決定

国会承認求め

不承認承認

速やかに終了

国家安全保障会議
対処基本方針案の審議

事態対処専門委員会
国家安全保障会議を専門的に補佐
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	 22	 重要影響事態への対応

7	 正式な法律の名称は、「重要影響事態に際して我が国の平和及び安全を確保するための措置に関する法律」
8	 国連安保理決議に基づいて、又は旗国（海洋法に関する国際連合条約第91条に規定するその旗を掲げる権利を有する国）の同意を得て、わが国が参加する

貿易その他の経済活動にかかわる規制措置の厳格な実施を確保する目的で、船舶（軍艦などを除く。）の積荷・目的地を検査・確認する活動や必要に応じ
船舶の航路・目的港・目的地の変更を要請する活動

重要影響事態安全確保法7は、重要影響事態（そのまま
放置すればわが国に対する直接の武力攻撃に至るおそれ
のある事態）が生起した場合の対応として、後方支援活
動などを行うことにより、重要影響事態に対処する外国
との連携を強化し、わが国の平和及び安全の確保に資す
ることを目的としている。同法では、支援対象や対応措
置について次のとおり定めている。

1　支援対象
支援対象となる重要影響事態に対処する軍隊等は、「日

米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍」、
「国連憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍
隊」及び「その他これに類する組織」である。

2　重要影響事態への対応措置
重要影響事態への対応措置は、①後方支援活動、②捜
索救助活動、③船舶検査活動8、④その他の重要影響事態
に対応するための必要な措置である。
外国領域での対応措置については、当該外国などの同
意がある場合に限り実施可能である。

図表Ⅱ-6-2 主な事態において自衛隊が実施できる主な措置

武力攻撃事態
切迫 発生

武力攻撃予測事態

後方支援（米軍等行動関連措置法）

防衛出動

海上輸送規制

捕虜取扱い

予備自衛官及び即応予備自衛官の防衛招集命令

展開予定地域の土地使用・防御施設の構築

国民の保護のための措置

特定公共施設利用法に基づく
港湾、飛行場、道路、海域、空域、電波の優先利用調整

防衛出動待機命令

存立危機事態

（3要件に該当する場合のみ）
武力の行使

重要影響事態

後方支援（重要影響事態法）

捜索救助

船舶検査

対応措置

海上保安庁の統制

物資の収用等

緊急通行

※各種事態（武力攻撃予測事態・武力攻撃事態・存立危機事態）に応じて消防法等の法律の適用除外や特例がある。

256日本の防衛
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3　武力行使との一体化に対する回避
措置など

他国の武力の行使との一体化を回避するとともに、自
衛隊員の安全を確保するため、次の措置が規定されてい
る。

・・　「現に戦闘行為が行われている現場」では活動を実
施しない。ただし、捜索救助活動については、遭難者
が既に発見され、救助を開始しているときは、部隊等
の安全が確保される限り当該遭難者にかかる捜索救
助活動を継続できる。

・・　自衛隊の部隊等の長などは、活動の実施場所又はそ
の近傍において戦闘行為が行われるに至った場合、又
はそれが予測される場合には活動の一時休止などを
行う。

・・　防衛大臣は実施区域を指定し、その区域の全部又は
一部において、活動を円滑かつ安全に実施することが
困難であると認める場合などには、速やかにその指定
を変更し、又はそこで実施されている活動の中断を命
じなければならない。

4　重要影響事態と存立危機事態の関
係

重要影響事態と存立危機事態の両者は、異なる法律上
の概念として、それぞれの法律に定める要件に基づいて
該当するか否かを個別に判断するものであるが、わが国
にどのくらいの戦禍が及ぶ可能性があるのか、そして国
民がこうむることとなる被害はどの程度なのかといった
尺度は共通するなど、存立危機事態は概念上、重要影響
事態に包含されるものである。したがって、事態の推移
により重要影響事態が存立危機事態の要件をも満たし、
存立危機事態が認定されることもありうる。

	 33	 公共の秩序の維持や武力攻撃に至らない侵害への対処など

1　治安出動
（1）　命令による治安出動
内閣総理大臣は、間接侵略その他の緊急事態に際し

て、一般の警察力をもっては、治安を維持することがで
きないと認められる場合には、自衛隊の全部又は一部の
出動を命ずることができる。この場合、原則として、出
動を命じた日から20日以内に国会に付議して、その承
認を求めなければならない。

（2）　要請による治安出動
都道府県知事は、治安維持上重大な事態につきやむを
得ない必要があると認める場合には、当該都道府県公安
委員会と協議のうえ、内閣総理大臣に対し、部隊等の出
動を要請することができる。内閣総理大臣は、出動の要
請があり、事態やむを得ないと認める場合には、部隊等
の出動を命ずることができる。

Ⅲ部1章4節7項2（ゲリラや特殊部隊による攻撃へ
の対処）

 参照

図表Ⅱ-6-3 国民保護等派遣のしくみ

防衛大臣

（注1）
事態対策本部長又は
緊急対処事態対策本
部長

（注2）　特に必要があると認める
とき

（注3）　即応予備自衛官及び予備
自衛官の招集は、必要に
応じ内閣総理大臣の承認
を得て行う

部隊等

派遣要請の求め

派遣要請

国民保護等招集の
下令（注2、3）

国民保護等派遣の
下令

出頭

派遣の求め通知

連絡（派遣要請の求めができないとき）

報告
（市町村長からの

　　連絡があったとき）
上
申

承
認

都道府県知事 対策本部長（注1）

市町村長

内閣総理大臣

即応予備自衛官
予備自衛官
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2　海上警備行動
防衛大臣は、海上における人命若しくは財産の保護又

は治安の維持のため特別の必要がある場合には、内閣総
理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊に海上において必要
な行動をとることを命ずることができる。

Ⅲ部1章3節2項（わが国の主権を侵害する行為に
対する措置）

3　海賊対処行動
防衛大臣は、海賊行為に対処するため特別の必要があ

る場合には、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の部隊
に海上において海賊行為に対処するため必要な行動を命
ずることができる。

Ⅲ部3章2節2項（海賊対処への取組）

4　弾道ミサイル等に対する破壊措置
わが国に対する武力攻撃として弾道ミサイルなどが飛

来する、又は存立危機事態において弾道ミサイルなどが
飛来する場合であって、「武力の行使」の三要件が満たさ
れるときには、自衛隊は、防衛出動により対処すること
ができる。一方、わが国に弾道ミサイルなどが飛来する

ものの、武力攻撃と認められない場合は、防衛大臣は、
次の措置をとることができる。
（1）�防衛大臣は、弾道ミサイルなどがわが国に飛来する

おそれがあり、その落下によるわが国領域における
人命又は財産に対する被害を防止するため必要があ
ると判断する場合には、内閣総理大臣の承認を得
て、自衛隊の部隊に対し、わが国に向けて現に飛来
する弾道ミサイルなどをわが国領域又は公海の上空
において破壊する措置をとるべき旨を命ずることが
できる。

（2）�また、前述（1）の場合のほか、発射に関する情報が
ほとんど得られなかった場合などのように、事態が
急変し、防衛大臣が内閣総理大臣の承認を得る時間
がない場合も考えられる。防衛大臣は、このような
場合に備え、平素から緊急対処要領を作成して内閣
総理大臣の承認を受けておくことができる。防衛大
臣はこの緊急対処要領に従い、一定の期間を定めた
うえで、あらかじめ自衛隊の部隊に対し、弾道ミサ
イルなどがわが国に向けて現に飛来したときには、
当該弾道ミサイルなどをわが国領域又は公海の上空
において破壊する措置をとるべき旨を命令しておく
ことができる。

図表Ⅱ-6-4（弾道ミサイルなどへの対処の流れ）、Ⅲ
部1章4節2項（ミサイル攻撃などへの対応）

 参照

 参照

 参照

図表Ⅱ-6-4 弾道ミサイルなどへの対処の流れ

武力攻撃事態を認定し
防衛出動を下令

防衛出動の枠組みで対処

武力攻撃にあたると認めることができない場合

防衛大臣の命令に従い
自衛隊の部隊が対処

防衛大臣の命令に従い
自衛隊の部隊が対処

自衛隊法第76条
（防衛出動）

自衛隊法第82条の3
（弾道ミサイル等に対する破壊措置）

弾道ミサイルなどがわが国
に飛来するおそれがあると
認められる場合

内閣総理大臣の承認を得て、
防衛大臣が破壊措置を命令

（第3項）（第1項）

武力攻撃にあたると
認められる場合

（攻撃の意図の明示、
ミサイル発射の切迫）

弾道ミサイルなどがわが国に飛来するお
それがあるとまでは認められないものの、
事態が急変し内閣総理大臣の承認を得る
いとまがない緊急の場合

緊急対処要領（平成19年閣議決定）に従い
あらかじめ防衛大臣が破壊措置を命令

文民統制の確保の考え方
○　弾道ミサイルなどへの対処にあたっては、飛来のおそれの有無について、具体的な状況や国際情勢などを総合的に分析・評価したうえでの、政府とし
ての判断が必要である。また、自衛隊による破壊措置だけではなく、警報や避難などの国民の保護のための措置、外交面での活動、関係部局の情報収集や緊
急時に備えた態勢強化など、政府全体での対応が必要である。
○　このような事柄の重要性および政府全体としての対応の必要性にかんがみ、内閣総理大臣の承認（閣議決定）と防衛大臣の命令を要件とし、内閣及び
防衛大臣がその責任を十分果たせるようにしている。さらに、国会報告を法律に規定し、国会の関与についても明確にしている。
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5　領空侵犯に対する措置
防衛大臣は、外国の航空機が国際法規又は航空法その

他の法令の規定に違反してわが国の領域の上空に侵入し
たときは、自衛隊の部隊に対し、領空侵犯機を着陸させ、
又はわが国の領域の上空から退去させるために必要な措
置（誘導、無線などによる警告、武器の使用など）を講じ
させることができる。

Ⅲ部1章3節2項1（領空侵犯に備えた警戒と緊急発
進（スクランブル））

6　在外邦人等の輸送・保護措置
防衛大臣は、外国における緊急事態に際し、外務大臣

から依頼があった場合には、生命又は身体の保護を要す
る邦人等を安全な地域に輸送することができる。2021
年8月に実施した在アフガニスタン邦人等の輸送におけ
る経験などを踏まえ、2022年には法改正を行い（同年4
月成立・施行）、輸送手段を原則として政府専用機とし
ていた制限を廃止するとともに、実施にあたっての安全
にかかる要件の見直しを行った。あわせて、外国人のう
ち、①邦人の配偶者・子、②名誉総領事・名誉領事もし
くは在外公館の現地職員、③独立行政法人のいわゆる現
地職員については、邦人と同様に主たる輸送対象者とす
ることとし、主たる対象者を拡大した。
また、生命又は身体に危害が加えられるおそれがある

邦人等の警護、救出などの「保護措置」も、外務大臣から
の依頼を受け、外務大臣と協議し、次のすべてを満たす
場合には、内閣総理大臣の承認を得て実施可能となって
いる。
ア　保護措置を行う場所において、当該外国の権
限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に
当たっており、かつ、戦闘行為が行われること
がないと認められること
イ　自衛隊が当該保護措置（武器の使用を含む。）
を行うことについて、当該外国など 9の同意が
あること
ウ　予想される危険に対応して当該保護措置を
できる限り円滑かつ安全に行うための部隊等

9	 国際連合の総会又は安全保障理事会の決議に従って、当該外国において施政を行う機関がある場合にあっては、当該機関
10	「自衛隊法第95条の2の運用に関する指針」については、首相官邸HPを参照（https://www.kantei.go.jp/jp/content/2016122201.pdf）

と当該外国の権限ある当局との間の連携及び
協力が確保されると見込まれること

Ⅲ部1章7節2項（在外邦人等の保護措置及び輸送
への対応）

7　米軍等の部隊の武器等の防護
自衛隊法第95条の2の規定に基づき、自衛隊と連携
してわが国の防衛に資する活動に現に従事している米軍
等の部隊の武器等を防護できることとされている。本条
の基本的な考え方、本条の運用に際しての内閣の関与な
どについては、国家安全保障会議において決定された
「自衛隊法第95条の2の運用に関する指針」10により定
められており、概要は次のとおりである。

（1）本条の趣旨
本条の警護は、米軍その他の外国の軍隊その他これに
類する組織の部隊であって、自衛隊と連携してわが国の
防衛に資する活動（共同訓練を含み、現に戦闘行為が行
われている現場で行われるものを除く。）に現に従事し
ているものの武器等を対象としている。本条は、わが国
の防衛力を構成する重要な物的手段に相当するものと評
価することができるものを武力攻撃に至らない侵害から
防護するための、極めて受動的かつ限定的な必要最小限
の武器の使用を認めるものである。

（2）「我が国の防衛に資する活動」
「我が国の防衛に資する活動」に当たり得る活動につ
いては個別具体的に判断されるが、主として①弾道ミサ
イルの警戒を含む情報収集・警戒監視活動、②重要影響
事態に際して行われる輸送、補給などの活動、③わが国
を防衛するために必要な能力の向上のための共同訓練が
考えられる。

（3）護衛の実施の判断
米軍等から警護の要請があった場合には、防衛大臣
は、当該活動が「我が国の防衛に資する活動」に該当す
るか及び警護の必要の有無について、活動の目的・内容、
部隊の能力、周囲の情勢などを踏まえ、自衛隊の任務遂

 参照

 参照
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行への影響も考慮したうえで主体的に判断する。

（4）内閣の関与
米軍等からの警護の要請を受けた防衛大臣の警護の実

施の判断に関し、次の場合には、国家安全保障会議で審
議する。ただし、緊急の場合には、防衛大臣は、速やかに
国家安全保障会議に報告する。
①　米軍等から、初めて警護の要請があった場合
②　第三国の領域における警護の要請があった場合

11	 海上保安庁長官、管区海上保安本部長及び空港事務所長も災害派遣を要請できる。災害派遣、地震防災派遣、原子力災害派遣について、①派遣を命ぜられ
た自衛官は、自衛隊法第94条（災害派遣時等の権限）に基づき、避難等の措置（警職法第4条）などができる。②災害派遣では予備自衛官及び即応予備自衛
官に、地震防災派遣又は原子力災害派遣では即応予備自衛官に招集命令を発することができる。③必要に応じ特別の部隊を臨時に編成することができる。

12	 気象庁長官から、地震予知情報の報告を受けた場合において、地震防災応急対策を行う緊急の必要があると認めるとき、閣議にかけて、地震災害に関する
警戒宣言を内閣総理大臣が発する。

13	 正式な法律の名称は、「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律」
14	 国際社会の平和及び安全を脅かす事態であって、その脅威を除去するために国際社会が国連憲章の目的に従い共同して対処する活動を行い、かつ、わが国

が国際社会の一員としてこれに主体的かつ積極的に寄与する必要があるもの。

③　その他特に重要であると認められる警護の要請が
あった場合
また、重要影響事態における警護の実施が必要と認め
る場合は、その旨基本計画に明記し、国家安全保障会議
で審議のうえ、閣議の決定を求めるものとする。

Ⅲ部1章8節2項（米軍等の部隊の武器等防護（自衛
隊法第95条の2）の警護の実績）、資料23（米軍等
の部隊の武器等防護の警護実績（自衛隊法第95条の
2関係））

	 44	 災害派遣など

1　災害派遣
災害派遣は、都道府県知事などが、災害に際し、防衛

大臣又は防衛大臣の指定する者へ部隊等の派遣を要請
し、要請を受けた防衛大臣などが、三要件（緊急性、非代
替性、公共性）を総合的に勘案して判断し、やむを得な
い事態と認める場合に部隊等を派遣することを原則とし
ている11。これは、都道府県知事などが、区域内の災害の
状況を全般的に把握し、都道府県などの災害救助能力な
どを考慮したうえで、自衛隊の派遣の要否などを判断す

るのが最適との考えによるものである。

2　地震防災派遣及び原子力災害派遣
防衛大臣は、大規模地震対策特別措置法に基づく警戒
宣言12又は原子力災害対策特別措置法に基づく原子力緊
急事態宣言が出されたときには、地震災害警戒本部長又
は原子力災害対策本部長（内閣総理大臣）の要請に基づ
き、部隊等の派遣を命ずることができる。

Ⅲ部1章7節第1項（大規模災害などへの対応（新型
コロナウイルス感染症への対応を含む。））

	 55	 国際社会の平和と安定への貢献に関する枠組み

1　国際平和共同対処事態への対応
国際平和支援法13に基づき、国際社会の平和及び安全
の確保のため、国際平和共同対処事態14に際し、わが国が
国際社会の平和と安全のために活動する諸外国の軍隊等
に対する協力支援活動などを行うことができる。同法は、
あらゆる事態への切れ目のない対応を可能にするという
観点から、一般法として整備することにより、迅速かつ効
果的に活動を行い、国際社会の平和及び安全に主体的か
つ積極的に寄与することができるようにしている。

（1）要件
わが国が行う協力支援活動等の対象となる諸外国の軍
隊等の活動について、次のいずれかの国連決議（総会又
は安全保障理事会）の存在を要件としている。
ア　支援対象となる外国が国際社会の平和及び
安全を脅かす事態に対処するための活動を行
うことを決定、要請、勧告、又は認める決議

イ　アのほか、当該事態が平和に対する脅威又は
平和の破壊であるとの認識を示すとともに、当
該事態に関連して国連加盟国の取組を求める

 参照

 参照
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決議

（2）対応措置
国際平和共同対処事態に際し、次の対応措置を実施す

ることができる。
ア　協力支援活動
諸外国の軍隊等に対する物品及び役務（補給、輸送、

修理・整備、医療、通信、空港・港湾業務、基地業務、宿
泊、保管、施設の利用、訓練業務及び建設）の提供
なお、重要影響事態安全確保法と同様、武器の提供は

行わないものの、「弾薬の提供」と「戦闘作戦行動のため
に発進準備中の航空機に対する給油及び整備」を実施で
きる。
イ　捜索救助活動
ウ　船舶検査活動（船舶検査活動法15に規定する
もの）

（3）武力の行使との一体化に対する回避措置な
ど

他国の武力の行使との一体化を回避するとともに、自
衛隊員の安全を確保するため、次の措置が規定されてい
る。
・・　「現に戦闘行為が行われている現場」では活動を実
施しない。ただし、遭難者が既に発見され、救助を開
始しているときは、部隊等の安全が確保される限り当
該遭難者にかかる捜索救助活動を継続できる。

・・　自衛隊の部隊等の長などは、活動の実施場所又はそ
の近傍において戦闘行為が行われるに至った場合、又
はそれが予測される場合には活動の一時休止などを
行う。

・・　防衛大臣は実施区域を指定し、その区域の全部又は
一部において、活動を円滑かつ安全に実施することが
困難であると認める場合などには、速やかにその指定
を変更し、又は、そこで実施されている活動の中断を
命じなければならない。

15	 正式な法律の名称は、「重要影響事態等に際して実施する船舶検査活動に関する法律」
16	 正式な法律の名称は、「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」
17	 国際連合平和維持活動とは、国連の統括する枠組みのもと、紛争に対処して国際の平和及び安全を維持することを目的として行われる活動であって、国連

事務総長の要請に基づき参加する2以上の国及び国連により、紛争当事者の同意などを確保した上で実施される活動などをいう。
18	 国際連携平和安全活動とは、国連が統括しない枠組みのもと、紛争に対処して国際の平和及び安全を維持することを目的として行われる活動であって、2

以上の国の連携により、紛争当時者の同意などを確保した上で実施される活動などをいう。
19	 ①紛争当事者の間で停戦の合意が成立していること、②国連平和維持隊が活動する地域の属する国及び紛争当事者が当該国連平和維持隊の活動及び当該

国連平和維持隊へのわが国の参加に同意していること、③当該国連平和維持隊が特定の紛争当事者に偏ることなく、中立的な立場を厳守すること、④上記
の原則にいずれかが満たされない状況が生じた場合には、わが国から参加した部隊は撤収することができること、⑤武器使用は要員の生命などの防護のた
めの必要最小限のものを基本とすること。

2　国際平和協力業務
国際平和協力法16は、わが国が国際連合を中心とした

国際平和のための努力に積極的に寄与することを目的と
している。同法は、国際連合平和維持活動（国連
PKO）17、国際連携平和安全活動18などに対し適切かつ迅
速な協力を行うため、国際平和協力業務の実施体制を整
備するとともに、これらの活動に対する物資協力のため
の措置などを講ずることとしている。

（1）　参加要件
ア　国連PKO
国連PKOへの参加にあたっての基本方針としては、
いわゆるPKO「参加5原則19」がある。そのうえで、いわ
ゆる「安全確保業務」及びいわゆる「駆け付け警護」の実
施にあたっては、国連PKO等の活動が行われる地域の
属する国などの受入れ同意について、当該業務などが行
われる期間を通じて安定的に維持されると認められるこ
とが要件となっている。
イ　国際連携平和安全活動
国際連携平和安全活動は、その性格、内容などが国連
PKOと類似したものであるため、参加5原則を満たし
たうえで、次のいずれかが存在する場合に参加可能であ
る。
①　国連の総会、安全保障理事会又は経済社会理事会が
行う決議

②　次の国際機関が行う要請
・・　国連
・・　国連の総会によって設立された機関又は国連の専門
機関で、国連難民高等弁務官事務所その他政令で定め
るもの

・・　当該活動にかかる実績若しくは専門的能力を有する
国連憲章第52条に規定する地域的機関又は多国間の
条約により設立された機関で、欧州連合その他政令で
定めるもの
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③　当該活動が行われる地域の属する国の要請（国連憲
章第7条1に規定する国連の主要機関のいずれかの支
持を受けたものに限る）

（2）業務内容
・・　停戦監視、被災民救援などの業務
・・　防護を必要とする住民、被災民などの生命、身体及
び財産に対する危害の防止及び抑止その他特定の区
域の保安のための監視、駐留、巡回、検問及び警護（い
わゆる「安全確保業務」）

・・　活動関係者の生命又は身体に対する不測の侵害又は
危難が生じ、又は生ずるおそれがある場合に、緊急の
要請に対応して行う当該活動関係者の生命及び身体
の保護（いわゆる「駆け付け警護」）

・・　国の防衛に関する組織などの設立又は再建を援助す
るための助言又は指導などの業務

・・　活動を統括・調整する組織において行う業務の実施
に必要な企画、立案、調整又は情報の収集整理（司令
部業務）

（3）その他
ア　自衛官の国連への派遣（国連PKOの司令官
などの派遣）
国連の要請に応じ、国連の業務であって、国連PKO

に参加する自衛隊の部隊等又は外国軍隊の部隊により実

20	 この自衛官の派遣は、派遣される自衛官が従事することとなる業務にかかる国連PKOが行われる地域の属する国及び紛争当事者の当該国連PKOが行わ
れることについての同意（紛争当事者が存在しない場合にあっては、当該国連PKOが行われる地域の属する国の同意）が当該派遣の期間を通じて安定的に
維持されると認められ、かつ、当該派遣を中断する事情が生ずる見込みがないと認められる場合に限ることとしている。

21	 正式な法律の名称は、「国際緊急援助隊派遣に関する法律」
22	 被災国内において、治安の状況などによる危険が存在し、国際緊急援助活動又はこれにかかる輸送を行う人員の生命、身体、当該活動にかかる機材などを

防護するために武器の使用が必要と認められる場合には、国際緊急援助隊を派遣しないこととしている。したがって、被災国内で国際緊急援助活動などを
行う人員の生命、身体、当該活動にかかる機材などの防護のために、当該国内において武器を携行することはない。

施される業務の統括に関するものに従事させるため、内
閣総理大臣の同意を得て、自衛官を派遣することが可能
である20。
イ　大規模災害に対処する米軍等に対する物品
又は役務の提供
自衛隊の部隊等と共に同一の地域に所在して大規模な
災害に対処する米国・オーストラリア・英国・カナダ・
フランス・インドの軍隊から応急の措置として要請が
あった場合は、国際平和協力業務などの実施に支障のな
い範囲で、物品又は役務の提供が可能である。

Ⅲ部3章3節（国際平和協力活動への取組）

3　国際緊急援助活動
国際緊急援助隊法21は、海外の地域、特に開発途上に
ある地域における大規模な災害に対し、救助活動や医療
活動などを実施する国際緊急援助隊を派遣するために必
要な措置について定めている。
自衛隊の部隊等による活動については、外務大臣が特
に必要があると認める場合には、防衛大臣と協議を行う
こととしており、防衛大臣は、協議に基づき、自衛隊の
部隊等に、救助活動、医療活動、人員又は物資の輸送を
行わせることができる22。

Ⅲ部3章3節3項（国際緊急援助活動への取組）

 参照

 参照
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防衛省・自衛隊も国の行政機関の一つであり、各種
任務の遂行にあたっては、法律上の根拠が必要である
ことは言うまでもありません。防衛省の所掌事務につ
いては、防衛省設置法に規定されており、同法第5条
により、自衛隊の任務や行動、権限などは、自衛隊法
の定めるところによることとされています。自衛隊法
には、各種事態などに際し、自衛隊はどのような手続
に則って何ができるのかということが、いわばイン
デックスのような形で規定されています。
自衛隊の任務は、自衛隊法第3条の規定により、「主

たる任務」（同条第1項）と「従たる任務」（同条第1項
及び第2項）に分けることができます。わが国を防衛
するために行う防衛出動が「主たる任務」に該当し、
これは唯一自衛隊のみが果たし得る任務です。
「従たる任務」には、「必要に応じ、公共の秩序の維
持に当たる」ためのもの（いわゆる第1項の「従たる
任務」）と、「主たる任務の遂行に支障を生じない限度」
において、「別に法律で定めるところにより」実施する
もの（いわゆる第2項の「従たる任務」）の2つがあり

ます。前者については、警察機関のみでは対処困難な
場合に自衛隊が対応する任務である治安出動や海上に
おける警備行動のほか、弾道ミサイル等に対する破壊
措置、災害派遣、領空侵犯に対する措置などが含まれ
ます。後者には、重要影響事態に対応して行う活動（後
方支援活動）、国際平和協力活動（国際平和協力業務や
国際緊急援助活動）、国際平和共同対処事態に対応し
て行う活動（協力支援活動など）があります。そして、
これら「主たる任務」と「従たる任務」を合わせたもの
を「本来任務」と呼んでいます。
なお、自衛隊が長年にわたって培ってきた技能、経

験、組織的な機能などを活用することが適当であると
の判断から自衛隊が行うこととされたものについては、
「本来任務」に対して「付随的な業務」と呼ばれており、
サミットのため来日した国賓等の輸送や教育訓練の一
環として実施している公園の整地工事や道路工事など
の受託、オリンピック・パラリンピック、国民体育大会
などの運動競技会に対する協力などがあります。

わが国の防衛
「
主
た
る
任
務
」

「
従
た
る
任
務
」

公共の秩序維持

重要影響事態への対応

国際平和協力活動

国際平和共同対処事態への対応

（わが国の平和と独立・国の安全を、自衛隊の活動により直接確保する活動）

（重要影響事態に対応して行うわが国の平和及び安全の確保に資する活動）

（国際協力の推進を通じてわが国を含む国際社会の平和及び安全の維持に資
する活動）

わ
が
国
の
平
和
と
独
立
、
国
の
安
全
を
確
保
す
る
上
で
、

自
衛
隊
が
対
応
す
べ
き
任
務
（
本
来
任
務
）

（わが国の治安又は国民の生命・財産の安全を、自衛隊の活動により直接確保
する活動（機雷の除去並びに在外邦人等の保護措置及び輸送を含む。））

自衛隊の任務に関する概念図

自衛隊の任務について解 説解 説
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	第1節	 わが国の防衛力の抜本的強化と国全体の防衛体制の強化
	 11	 わが国の防衛力の抜本的強化

1　防衛力の意義
わが国の防衛の根幹である防衛力は、わが国の安全保

障を確保するための最終的な担保であり、わが国に脅威
が及ぶことを抑止するとともに、脅威が及ぶ場合には、
これを阻止・排除し、わが国を守り抜くという意思と能
力を表すものである。この意味で、防衛力は他のいかな
る手段によっても代替できるものではない。このような
わが国に必要不可欠な防衛力として、陸自、海自及び空
自が存在している。
国民の命と平和な暮らし、そして、わが国の領土・領

海・領空を断固として守り抜くことは、わが国政府の最

も重大な責務であり、安全保障の根幹である。
わが国を守り抜くのはわが国自身の努力にかかってい
ることは言うまでもない。自らの国は自らが守るという
強い意思と努力があって初めて、いざというときに同盟
国などと共に守り合い、助け合うことができる。
脅威は能力と意思の組み合わせで顕在化するところ、
意思を外部から正確に把握することには困難が伴う。国
家の意思決定過程が不透明であれば、脅威が顕在化する
素地が常に存在する。
侵略という意思を持った高い軍事力を持つ国から自国
を守るためには、力による一方的な現状変更は困難であ
ると認識させる抑止力が必要であり、相手の能力に着目

わが国自身の防衛体制第1章

図表Ⅲ-1-1-1 防衛目標を実現するための3つのアプローチ（イメージ）

①わが国自身の防衛体制の強化
　わが国の防衛力を抜本的に強化
　国全体の防衛体制を強化

②日米同盟の抑止力と対処力の強化
“日米の意思と能力を顕示”

日米英蘭加新共同訓練（2021年10月）

次期戦闘機（イメージ）

海自護衛艦「いずも」への米海兵隊F－35Bの着陸
（2021年10月3日）

③同志国などとの連携の強化
“一か国でも多くの国々との連携を強化”
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した自らの能力、すなわち防衛力を構築し、相手に侵略
する意思を抱かせないようにする必要がある。
戦後、最も厳しく複雑な安全保障環境の中で、国民の

命と平和な暮らしを守り抜くため、その厳しい現実に正
面から向き合って、相手の能力と新しい戦い方に着目し
た防衛力の抜本的強化を行っていく。
以上のことを踏まえつつ、力による一方的な現状変更

やその試みから、国民の命と平和な暮らしを守っていく
ため、防衛力を抜本的に強化し、その努力をさらに加速
して進めていく。

図表Ⅲ-1-1-1（防衛目標を実現するための3つのア
プローチ（イメージ））

2　今後の防衛力
わが国はこれまで、宇宙・サイバー・電磁波の領域と

陸・海・空の領域を有機的に融合させつつ、統合運用に
より機動的・持続的な活動を行い得る多次元統合防衛力
を構築してきた。
しかし、これまでの航空侵攻・海上侵攻・着上陸侵攻

といった伝統的なものに加えて、精密打撃能力が向上し
た弾道・巡航ミサイルによる大規模なミサイル攻撃、偽
旗作戦をはじめとする情報戦を含むハイブリッド戦の展
開、宇宙・サイバー・電磁波の領域や無人アセットを用
いた非対称的な攻撃、核保有国が公然と核兵器による威
嚇ともとれる言動を行うなど、これらを組み合わせた新

しい戦い方が顕在化している。そのため、抜本的に強化
された防衛力は新しい戦い方に対応できるものでなくて
はならない。
さらに、抜本的に強化された防衛力は、防衛目標であ
るわが国自体への侵攻をわが国が主たる責任をもって阻
止・排除できる能力でなければならない。こうしたこと
を踏まえ、今後の防衛力については、相手の能力と戦い
方に着目して、わが国を防衛する能力をこれまで以上に
抜本的に強化し、いついかなるときも、力による一方的
な現状変更とその試みは決して許さないとの意思を明確
にしていく必要がある。
防衛戦略に掲げる、新しい戦い方に対応するために必
要な機能及び能力は次のとおりである。まず、遠距離か
ら侵攻戦力を阻止・排除するための、①スタンド・オフ
防衛能力、②統合防空ミサイル防衛能力である。次に、
抑止が破られた場合、これらの能力に加え、領域を横断
して優越を獲得し、非対称的な優勢を確保するための、
③無人アセット防衛能力、④領域横断作戦能力、⑤指揮
統制・情報関連機能である。さらに、迅速かつ粘り強く
活動し続けて、相手方の侵攻意図を断念させる、⑥機動
展開能力・国民保護、⑦持続性・強靱性である。
以上のような考え方のもと、今後は、宇宙・サイバー・
電磁波領域を含む全ての領域における能力を有機的に融
合し、平時から有事までのあらゆる段階における柔軟か
つ戦略的な活動の常時継続的な実施を可能とする多次元
統合防衛力を抜本的に強化していく。

	 22	 国全体の防衛体制の強化
わが国を守るためには自衛隊が強くなければならない

が、わが国全体で連携しなければ、わが国を守ることは
できない。そのため、防衛力を抜本的に強化することに
加えて、わが国が持てる力である、外交力、情報力、経済
力、技術力を含めた国力を統合して、あらゆる政策手段
を体系的に組み合わせて国全体の防衛体制を構築してい
く。その際、政府一体となった取組を強化していくため、

政府内の縦割りを打破していくことが不可欠である。こ
うした観点から、防衛力の抜本的強化を補完する不可分
一体の取組として、図表Ⅲ-1-1-2にあるような取組を行
い、わが国の国力を結集した総合的な防衛体制を強化す
る。

図表Ⅲ-1-1-2（国全体の防衛体制の強化のための具
体的な取組）

 参照

 参照
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図表Ⅲ-1-1-2 国全体の防衛体制の強化のための具体的な取組

高出力マイクロ波による
ドローンの飽和攻撃などへの対
処（先端技術の活用）

JAXAとの連携により、宇宙状況監視
システムを運用開始
【JAXA提供】

防衛省と地域社会との協力を
象徴するエンブレム

火薬庫の確保

自衛隊と警察・海上保安庁との連携強化
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	第2節	 力による一方的な現状変更を許容しない安全保障環境の創出
	 11	 「瀬取り」への対応
1　基本的考え方
北朝鮮が密輸によって国連安保理決議の制裁逃れを

図っている可能性が指摘されている中、自衛隊はわが国
周辺海域において、平素実施している警戒監視活動の一
環として、国連安保理決議違反が疑われる船舶について
の情報収集も実施している。

2　防衛省・自衛隊の対応
海自艦艇などが、北朝鮮籍タンカーと外国籍タンカー

などが東シナ海の公海上で接舷（横付け）している様子
を、2018年以降、これまでの間に計24回確認し、関係
省庁とその都度、情報共有を行った。
これらの船舶は、政府として総合的に判断した結果、

国連安保理決議で禁止されている北朝鮮籍船舶との洋上
での物資の積替え（「瀬取り」）を実施していたことが強
く疑われるとの認識に至ったため、わが国として、国連
安保理北朝鮮制裁委員会などに通報するとともに、関係
国と情報共有を行ってきたほか、これらのタンカーの関
係国などに対して情報提供を行い、対外公表を実施し
た。
こうした北朝鮮籍船舶との「瀬取り」を含む違法な海
上活動に対し、近年、国際的な関心が高まってきており、
米国はもとより、2018年4月以降、オーストラリア、カ
ナダ、英国、ニュージーランド、フランス及びドイツが、
東シナ海を含むわが国周辺海域に艦艇や航空機を派遣
し、警戒監視活動を実施している。防衛省・自衛隊は、
引き続き関係国と緊密に協力を行い国連安保理決議の実
効性を確保していく。

	 22	 中東地域における日本関係船舶の安全確保のための情報収集

1　中東地域への自衛隊派遣に向けた
経緯

中東地域の平和と安定は、わが国を含む国際社会の平
和と繁栄にとって極めて重要である。また、世界におけ
る主要なエネルギーの供給源であり、わが国の原油輸入
量の約9割を依存する中東地域での日本関係船舶の航行
の安全を確保することは非常に重要である。
中東地域においては、緊張が高まる中、船舶を対象と

した攻撃事案が生起し、2019年6月には日本関係船舶
の被害も発生した。このような状況のもと、米国や欧州
諸国などの各国は、その地域において艦船、航空機など
を活用し、船舶の航行の安全のための取組を進めてい
る。
わが国は、中東における緊張緩和と情勢の安定化に向

けて、政府として外交的な取組を積極的に進めるととも
に、政府内での議論を経て、2019年12月、日本関係船
舶の安全確保に関する政府の取組について閣議決定し
た。その中で、わが国としては、中東地域における平和
と安定及び日本関係船舶の安全の確保のためのわが国独
自の取組として、①中東の緊張緩和と情勢の安定化に向
けた更なる外交努力、②関係業界との綿密な情報共有を
はじめとする航行安全対策の徹底、及び③自衛隊アセッ
トの活用による情報収集活動を行っていくこととしてい
る。
本情報収集活動では、2021年12月の閣議決定以降、
派遣海賊対処行動航空隊のP-3C哨戒機2機に加え、派
遣海賊対処行動水上部隊の護衛艦1隻を活用することと
している。
また、活動海域は、オマーン湾、アラビア海北部及び

資料：わが国における国連安保理決議の実効性の確保のための取組
URL：https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/sedori/index.html
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バブ・エル・マンデブ海峡東側のアデン湾の三海域の公
海（沿岸国の排他的経済水域を含む。）としている。
自衛隊が収集した情報については、内閣官房、国土交

通省、外務省をはじめとする関係省庁に共有しており、
官民連絡会議などを通じて関係業界にも共有するなど、
政府としての航行安全対策に活用されている。

2　自衛隊の活動
（1）自衛隊による情報収集活動
自衛隊による情報収集活動は、政府の航行安全対策の

一環として日本関係船舶の安全確保に必要な情報を収集
するものである。
これは、不測の事態の発生など状況が変化する場合へ

の対応としての自衛隊法第82条に規定する海上におけ
る警備行動（海上警備行動）に関し、その要否にかかる
判断や発令時の円滑な実施に必要であることから、防衛
省設置法第4条第1項第18号の規定に基づき実施する
ものとしている。

（2）活動実績
2020年1月、海賊対処部隊のP-3C哨戒機2機が、情
報収集活動を開始した。また、同年2月、派遣情報収集
活動水上部隊の護衛艦が情報収集活動を開始した。
なお、2021年12月の閣議決定に基づき、2022年2月
以降、派遣海賊対処行動水上部隊が海賊対処行動と情報
収集活動を兼務して実施している。現在までのところ水
上部隊及び航空隊が活動した海域において、日本関係船
舶に対する特異な事象があったとの情報には接していな
い。
ア　水上部隊（2022年2月まで派遣情報収集活
動水上部隊、同月以降派遣海賊対処行動水上部
隊）
オマーン湾の公海及びアラビア海北部の公海において
活動している。確認した船舶数は2023年3月31日現在
で累計85,599隻となっている。
イ　航空隊（派遣海賊対処行動航空隊）
アデン湾の公海及びアラビア海北部の西側の公海にお
いて活動している。確認した船舶数は2023年3月31日
現在で累計66,819隻となっている。

図表Ⅲ-1-2-1 中東における情報収集活動に従事する部隊

自衛艦隊司令官

派遣海賊対処行動
水上部隊指揮官 派遣海賊対処行動

航空隊司令

飛行隊
P-3C×2

護衛艦×1

整備補給隊

司令部

合計　約60名

合計　約200名※

哨戒ヘリ×1～ 2機を搭載

※司令部要員を含む。また、派遣艦艇に
よって変動する可能性あり。派遣海
賊対処行動水上部隊の艦艇を活用。

司令部

NAVCENT※連絡官
※United States Naval Forces Central Command
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（3）活動期間の延長
中東地域においては、日本関係船舶の防護を直ちに要

する状況にはないものの、高い緊張状態が継続している
こと、また、米国などによる「海洋安全保障イニシアティ
ブ」をはじめ、各国も活動を継続していることなどを踏
まえ、2020年以降、政府は自衛隊の活動期間を毎年約1
年間延長している。
なお、期間満了前に、日本関係船舶の航行の安全確保

の必要性に照らし、自衛隊による活動が必要と認められ
なくなった場合には、活動期間の終了を待たず、その時
点においてこの活動を終了するほか、情勢に顕著な変化
が見られた場合は、国家安全保障会議において対応を検
討することとしている。

図表Ⅲ-1-2-1（中東における情報収集活動に従事す
る部隊）、図表Ⅲ-1-2-2（自衛隊による情報収集のた
めの活動（イメージ））、資料16（中東地域における
日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組につい
て）

3　関係国との意思疎通や連携
（1）米国
わが国として、中東地域における日本関係船舶の航行
の安全を確保するためにどのような対応が効果的かにつ
いて、原油の安定供給の確保、米国との関係、イランと
の関係といった点も踏まえつつ、総合的に検討した結
果、米国などの海洋安全保障イニシアティブには参加せ
ず、日本独自の取組を適切に行っていくこととした。一

 参照

図表Ⅲ-1-2-2 自衛隊による情報収集のための活動（イメージ）

ヌルスルタン

ヨルダン

アラブ首長国連邦

アフガニスタン

パキスタン

インド

バーレーン

ジブチ

エジプト

エリトリア

エチオピア

インド

イラク
イラン

ソマリア

イエメン

オマーン

パキスタン

カタールサウジアラビア

スーダン

クウェート

70°E60°E50°E40°E

●活動の目的：政府の航行安全対策の一環として、日本関係船舶の安全確保に必要な情報を収集
※不測の事態が発生するなど状況が変化し、自衛隊による更なる措置が必要と認められる場合には、海上警備行動を発令して対応
（保護対象は日本関係船舶（※）とし、個別具体的な状況に応じて対応）

●運用アセット：護衛艦1隻（哨戒ヘリ1～ 2機搭載）及びP-3C哨戒機2機（派遣海賊対処行動部隊の艦艇及び航空機を活用）
⇒実際の現場海域における船舶の航行状況や周辺海域の状況、特異事象の有無などについて、継続的に情報を収集することが可能。
●情報収集活動地域：オマーン湾、アラビア海北部及びバブ・エル・マンデブ海峡東側のアデン湾の三海域の公海（排他的経済水域を

含む）

（※）日本籍船及び日本人が乗船する外国籍船のほか、わが国の船舶運航事業者が運航する外国籍船又はわが国の積荷を輸送している外国籍船
であってわが国国民の安定的な経済活動にとって重要な船舶をいう。

オマーン湾の公海
（排他的経済水域を含む）

アラビア海北部の公海
（排他的経済水域を含む）

（水上部隊）護衛艦1隻
●オマーン湾及びアラビア海北部の
公海において、日本関係船舶の航行
が集中するなど、航行の安全確保の
ための情報収集活動を重点的に行
う必要があると考えられる海域で
情報収集活動を実施

（航空隊）P-3C哨戒機2機
●海賊対処行動を実施している国際推奨航路
を中心としたアデン湾及びアラビア海北部
の西側の公海において情報収集活動を実施

ホルムズ海峡

バブ・エル・マンデブ海峡

アデン湾の公海
（排他的経済水域を含む）

ジブチ

航空機部隊活動拠点（P-3C哨戒機2機） 図はイメージ
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方、中東における航行の安全を確保するため、米国とは
これまでも様々な形で緊密に連携してきているところで
あり、自衛隊の情報収集活動に際しても、わが国独自の
取組を行うとの政府方針を踏まえつつ、同盟国である米
国と適切に連携することとしている。このため、海自か
らバーレーンに所在する米中央海軍司令部へ、海上自衛
官1名を連絡官として派遣し、米軍と情報共有を行って
いる。

（2）中東地域における沿岸国
わが国独自の取組として実施する今般の情報収集活動

については、イランを含む沿岸国の理解を得ることは重
要であり、これまでもこの活動について、透明性をもっ
て説明してきている。また、中東における船舶の航行の
安全確保については、沿岸国の役割が重要であり、わが

国の取組について、沿岸国に働きかけ、理解を得てきて
いる。

情報収集活動に従事中の艦艇乗員

資料：中東地域における日本関係船舶の安全確保に関する政府の取組
URL：https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/m_east/index.html
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	第3節	 力による一方的な現状変更やその試みへの対応

1	 相手方の行動に対し影響を与えるために周到に検討された、抑止のための行動
2	 各国の海外領土の持つ海域も当該国のものとすると世界第8位とされる。
3	 敵の奇襲を防ぐ、情報を収集するなどの目的をもって、見回ることを目的とした航空機で、海自は、固定翼哨戒機としてP-3C及びP-1を、回転翼哨戒機と

してSH-60J及びSH-60Kを保有している。

防衛戦略における第二の目標は、わが国の平和と安全
にかかわる力による一方的な現状変更やその試みについ
て、わが国として、同盟国・同志国などと協力・連携し
て抑止することである。また、これが生起した場合でも、
わが国への侵攻につながらないように、あらゆる方法に
より、これに即応して行動し、早期に事態を収拾するこ
とである。

わが国は、力による一方的な現状変更やその試みを抑
止するとの意思と能力を示し続け、相手の行動に影響を
与えるために、柔軟に選択される抑止措置1（F

Flexible Deterrent Options
DO）とし

ての訓練・演習などや、戦略的コミュニケーション
（S

Strategic Communications
C）を、政府一体となって、また同盟国・同志国など

と共に充実・強化していく必要がある。
また、平素からの常続的な情報収集・警戒監視・偵察

（I
Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance
SR）及び分析を関係省庁が連携して実施することによ

り、事態の兆候を早期に把握するとともに、事態に応じ
て政府全体で迅速な意思決定を行い、関係機関が連携し
ていくことが重要であることから、平素から、政府全体
での対応を強化していくこととしている。

	 11	 わが国周辺における常続的な情報収集・警戒監視・偵察（ISR）

1　基本的考え方
わが国は、14,000あまりの島々で構成され、世界第6

位2の面積となる領海（内水を含む。）及び排他的経済水
域（E

Exclusive Economic Zone
EZ）を有するなど広大な海域に囲まれており、自

衛隊は、各種事態に迅速かつシームレスに対応するた
め、平素から領海・領空とその周辺の海空域において情

報収集及び警戒監視を行っている。

2　防衛省・自衛隊の対応
海自は、平素から哨戒機3などにより、北海道周辺や日

本海、東シナ海などを航行する船舶などの状況につい
て、空自は、全国各所のレーダーサイトと早期警戒管制

資料：2022年度の外国海軍艦艇等の動向
URL：https://www.mod.go.jp/js/activity/domestic/keikai2022.html

安全保障上の課題に対応していくにあたっては、外
交的な取組とあわせて、平素から共同訓練・演習、防
衛協力・交流、防衛装備・技術協力、能力構築支援な
ど様々な活動を通じて、わが国にとって望ましい安全
保障環境を創出していくとともに、事態の推移に応じ
て柔軟に抑止措置を実施し、さらに重大な事態へと発
展していくことを防ぐ必要があります。

このために、防衛省・自衛隊が実施する様々な活動
やその目的について、効果的な発信が可能となるよう
な手法やメッセージを選択して、同盟国や同志国と連
携しつつ、国際社会に対して発信を行う必要がありま
す。こうした戦略的コミュニケーションにかかる取組
を積極的に推進してまいります。

戦略的コミュニケーションの取組の推進解 説解 説
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機4などにより、わが国とその周辺の上空の状況につい
て、24時間態勢での警戒監視を実施している。また、主
要な海峡では、陸自の沿岸監視隊や海自の警備所などが
同じく24時間態勢で警戒監視を行っている5。さらに、必
要に応じ、艦艇・航空機などを柔軟に運用し、わが国周
辺における各種事態に即応できる態勢を維持している。

なお、こうした警戒監視により得られた情報について
は、海上保安庁を含む関係省庁にも共有し、連携の強化
も図っている。また、海上保安庁は、2022年10月より、
海自八戸基地において、MQ-9B（シーガーディアン）の
運用を開始しており、一方、海自では、現在有人機で実
施している警戒監視などの任務の一部を将来的に無人機
で代替可能か検証すべく、2023年5月から、八戸飛行場

4	 警戒管制システムや全方向を監視できるレーダーを装備する航空機。速度性能に優れ、航続時間も長いことから遠隔地まで飛行して長時間の警戒が可能。
さらに高高度での警戒もできるため、見通し距離が長いなど、優れた飛行性能と警戒監視能力を持つ。空自は、旅客機B-767をベースにしたE-767を運用
している。

5	 自衛隊による警戒監視活動は、防衛省設置法第4条第1項第18号（所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと）に基づいて行われる。

図表Ⅲ-1-3-1 わが国周辺海空域での警戒監視のイメージ

山

排他的経済水域

領　海

延長大陸棚

陸自 沿岸監視隊など

防衛省

空自 レーダーサイト（FPS-5 BMD対応）

空自 レーダーサイト（BMD対応）

空自 レーダーサイト

早期警戒機早期警戒機
固定翼哨戒機固定翼哨戒機

早期警戒管制機早期警戒管制機

固定翼哨戒機固定翼哨戒機

護衛艦護衛艦

南鳥島

沖ノ鳥島

小笠原
諸島

沖大東島

八丈島

択捉島択捉島

竹島竹島

尖閣諸島

与那国島

※ はあくまで警戒監視範囲のイメージ図
であり、実際の正確な警戒監視範囲ではない。

早期警戒機早期警戒機

海自那覇基地を視察しP-3C哨戒機に搭乗する小野田政務官
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においてシーガーディアンを用いた試験的運用を開始し
た。今後、海自・海上保安庁それぞれが取得した情報の
共有や、施設の相互利用を通じた運用の効率化を図るこ
ととしている。

そのほか、常時継続的な監視の強化などのため、2022
年12月、空自は、RQ-4B（グローバルホーク）を運用す
る偵察航空隊（青森県三沢市）を新編した。

近年、わが国周辺においては、中国海軍艦艇が、尖閣
諸島周辺海域での活動を活発化させており、そうした状
況のもと、中国海警局に所属する船舶が尖閣諸島周辺の
わが国領海への侵入を繰り返している。また、中国海軍
艦艇が南西諸島周辺のわが国領海や接続水域を航行する
例がみられている。

防衛省・自衛隊は、わが国の領土・領海・領空を断固
として守り抜くため、引き続き高い緊張感を持って警戒
監視などの対応に万全を期していく。

3　政府全体での対応
力による一方的な現状変更を許さないためには、平素

から政府全体の意思決定に基づき、関係機関が連携して
行動することが重要である。このため、平素から政府全
体として、連携要領を確立しつつ、シミュレーションや
統合的な訓練・演習を行い、対処の実効性を向上させる
こととしている。

また、原子力発電所などの重要施設の防護、離島の周
辺地域などにおける外部からの武力攻撃に至らない侵害
や武力攻撃事態への対応については、有事を念頭に平素
から警察や海上保安庁と自衛隊との間で訓練や演習を実
施していく。特に、2023年4月に武力攻撃事態における
防衛大臣による海上保安庁の統制要領を策定したことを
受け、共同訓練などを通じ、海上保安庁との連携を不断
に強化していく。

Ⅰ部3章2節6（2）わが国周辺海空域における軍の
動向、図表Ⅲ-1-3-1（わが国周辺海空域での警戒監
視のイメージ）、資料17（中国海警局に所属する船舶
などの尖閣諸島周辺の領海への侵入日数・のべ隻数）

 参照

尖閣諸島（沖縄県石垣市）は、歴史的にも国際法上も
疑うことなきわが国固有の領土であり、現にわが国が
有効に支配しています。したがって、尖閣諸島をめぐ
り解決すべき領有権の問題はそもそも存在しません。
日本政府は1895年に、他の国の支配が及ぶ痕跡が

ないことを慎重に確認した上で、国際法上正当な手段
で尖閣諸島を沖縄県所轄とすることを閣議決定し、正
式に領土に編入しました。中国が尖閣諸島に関する独
自の主張を始めたのは、1968年に東シナ海に石油埋
蔵の可能性があると国連の機関が指摘した後の1970
年代以降であって、それまで何ら異議をとなえていま
せんでした。
それにもかかわらず、中国公船が2008年に初めて

尖閣諸島周辺のわが国の領海に侵入して以降、わが国
の強い抗議にもかかわらず、依然として中国海警船な
どが領海侵入を繰り返しており断じて容認できませ
ん。尖閣諸島周辺のわが国領海での独自の主張をする

中国海警船の活動は、そもそも国際法違反です。
このような力による一方的な現状変更の試みに対

して、わが国が譲歩することはあり得ません。防衛
省・自衛隊としては、国民の生命・財産及びわが国の
領土・領海・領空を断固として守るため、引き続き、
関係省庁と緊密に連携しながら、警戒監視に万全を期
すとともに、冷静かつ毅然と対応していきます。

わが国固有の領土、尖閣諸島【内閣官房HP】

尖閣諸島について解 説解 説
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	 22	 わが国の主権を侵害する行為に対する措置

1　 領空侵犯に備えた警戒と緊急発進
（スクランブル）

（1）基本的考え方
国際法上、国家はその領空に対して完全かつ排他的な

主権を有している。対領空侵犯措置は、公共の秩序を維
持するための警察権の行使として行うものであり、陸上
や海上とは異なり、この措置を実施できる能力を有する
のは自衛隊のみであることから、自衛隊法第84条の規

定に基づき、第一義的に空自が対処している。

（2）防衛省・自衛隊の対応
ア　全般

空自は、わが国周辺を飛行する航空機を警戒管制レー
ダーや早期警戒管制機などにより探知・識別し、領空侵
犯のおそれのある航空機を発見した場合には、戦闘機な
どを緊急発進（スクランブル）させ、その航空機の状況
を確認し、必要に応じてその行動を監視している。さら

海上における治安の維持は第一義的には海上保安
庁の任務ですが、海上保安庁では対処できない場合に
は、自衛隊も海上警備行動や治安出動により、連携し
て対処することになります。また、他国からの武力攻
撃が発生した場合には自衛隊が主たる任務として防衛
出動により対処することになります。わが国周辺海域
の情勢が厳しさを増すなか、どのような状況にも切れ
目なく対応するため、自衛隊と海上保安庁の連携強化
はより一層重要になっています。
海自と海上保安庁は、平素から共同訓練を行い、技

量向上と共同対処能力の強化に取り組んでいます。平
時における協力は、無人機の運用における連携にまで
及んでおり、2022年10月より、海上保安庁は海自八
戸飛行場において、長時間の監視警戒飛行が可能な
シーガーディアンの運用を開始しており、海自におい
ても2023年5月から八戸飛行場においてシーガー
ディアンの試験的運用を開始しました。無人機の運用
に際しては、それぞれが取得した情報の共有や、施設
の相互利用を通じた運用の効率化を図ることとしてい
ます。
また、武力攻撃事態における対応も含めた連携強化

は、あらゆる事態に対応する体制を構築するうえで極
めて重要です。
自衛隊法第80条においては、内閣総理大臣は防衛

出動又は命令による治安出動を命じた場合において、
「特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全
部又は一部を防衛大臣の統制下に入れることができ

る」とされています。これは、重大な緊急事態におい
て、自衛隊と海上保安庁との通常の協力関係では効果
的かつ適切な対処が困難な場合に、防衛大臣が海上保
安庁を統一的、一元的に指揮・運用することを可能と
するものであり、統制下に入った海上保安庁は海上保
安庁法に規定された所掌事務の範囲内で非軍事的性格
を保ちつつ、自衛隊の出動目的を効果的に達成するた
めに、適切な役割分担を確保したうえで国民保護措置
や海上における人命の保護などを実施することになり
ます。
2023年4月には、上記の役割分担など、「海上保安

庁の統制」の具体的な手続きを含めた、防衛出動命令
が発出された場合における両機関の連携についての統
制要領を定めました。今後、共同訓練において検証を
行うことなどを通じ、引き続き自衛隊と海上保安庁と
の連携を不断に強化していきます。

海上保安庁シーガーディアンの運用支援

海上保安庁との連携強化について解 説解 説
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に、この航空機が実際に領空を侵犯した場合には、退去
の警告などを行っている。

2022年度の空自機による緊急発進（スクランブル）
回数は778回（中国機に対し575回、ロシア機に対し
150回、その他53回）であった。

近年、中国機の飛行形態は変化し、活動範囲は東シナ海
のみならず、太平洋や日本海にも拡大している。また、
2022年3月にもロシア機による領空侵犯があったほか、

2022年5月及び11月には中露両国の爆撃機がわが国周
辺において長距離にわたる共同飛行を行うなど、中国機
及びロシア機はわが国周辺で活発な活動を継続している。

防衛省・自衛隊としては、今後も活動を活発化させて
いる中国軍及びロシア軍の動向を注視しつつ、対領空侵
犯措置に万全を期していく。
イ　外国の気球などへの対応

2019年11月、2020年6月及び2021年9月のものも
含め、過去にわが国領空内で確認されていた特定の気球
型の飛行物体について、さらなる分析を重ねた結果、こ
の気球は中国が飛行させた無人偵察用気球であると強く
推定されたことから、防衛省は2023年2月にその旨公
表した。

気球であっても、外国のものであればわが国の許可な

緊急発進（スクランブル）対応中の隊員

図表Ⅲ-1-3-2 冷戦期以降の緊急発進実施回数とその内訳
（回数）
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図表Ⅲ-1-3-3
緊急発進の対象となったロシア
機及び中国機の飛行パターン例
（2022年度）

：中国機の経路 ：ロシア機の経路
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く領空に侵入すれば領空侵犯となる。外国の気球がわが
国の許可なく領空に侵入する場合、戦闘機などによる必
要な確認及び行動の監視を行いつつ、外交ルートを含む
各種手段により収集した情報や、個別具体的な状況を勘
案して、外国政府の気球であるか否か並びに国民の生命
及び財産への影響などの判断を行う。当該気球が外国政
府のものと判断される場合には、当該外国政府に対する
警告などを実施し、それでもなお、領空侵犯を継続する
場合などには、自衛隊機は自衛隊法第84条に規定する

「必要な措置」として、武器の使用を含めて対応すること
になる。

なお、政府は従来、対領空侵犯措置の際の武器の使用
は、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合にのみ

6	 領海及び内水

許されるとしてきた。これは、有人かつ軍用の航空機を
念頭に置いたものであるが、領空侵犯する気球を含む無
人の航空機については、武器の使用を行っても直接に人
に危害が及ぶことはないことから、例えば、そのまま放
置すれば他の航空機の安全な飛行を阻害する可能性があ
るなど、わが国領域内の人の生命及び財産、また航空路
を飛行する航空機の安全の確保といった保護すべき法益
のために、必要と認める場合には、正当防衛または緊急
避難に該当しなくとも、武器を使用することが許され
る、と無人の航空機に対する武器の使用にかかる同条の
解釈を明確化した。

気球を含む無人の航空機といった多様な手段によるわ
が国の領空への侵入のおそれが増すなか、国民の生命及
び財産を守るため、また、わが国の主権を守るため、国際
法規及び慣習を踏まえてより一層厳正に対処していく。

Ⅰ部3章2節2項6（2）わが国周辺海空域における
軍の動向、Ⅰ部3章5節3項6（5）わが国周辺におけ
る活動、図表Ⅲ-1-3-2（冷戦期以降の緊急発進実施
回数とその内訳）、図表Ⅲ-1-3-3（緊急発進の対象と
なったロシア機及び中国機の飛行パターン例（2022
年度））、図表Ⅲ-1-3-4（わが国及び周辺国・地域の
防空識別圏（ADIZ）（イメージ））

2　領海及び内水内を潜水航行する潜
水艦への対処など

（1）基本的考え方
わが国の領水内6で潜水航行する外国潜水艦に対して

は、海上における警備行動（海上警備行動）を発令して
対処することになる。こうした潜水艦に対しては、国際
法に基づき海面上を航行し、かつ、その旗を掲げるよう
要求し、これに応じない場合にはわが国の領海外への退

 参照

図表Ⅲ-1-3-4 わが国及び周辺国・地域の防空
識別圏（ADIZ）（イメージ）

500km

フィリピンADIZ

台湾ADIZ

「東シナ海
防空識別区」

韓国ADIZ
日本領空

日本ADIZ

竹島

北方領土

小笠原諸島
尖閣諸島

与那国島

※

※「東シナ海防空識別区」は、当該空域を飛行する
航空機に対し、中国国防部の定める規則を強制
し、これに従わない場合は、中国軍による「防御
的緊急措置」をとるとしていることなど、国際
法上の基本的な規則である公海における上空
飛行の自由の原則を不当に侵害する形で、中国
が独自の主張に基づき設定

動画：航空警戒管制
URL：https://www.youtube.com/watch?v=DKd7UEU73rM

資料：2022年度　年度緊急発進状況
URL：https://www.mod.go.jp/js/activity/domestic/Scramble2022.html
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去を要求することになる。

（2）防衛省・自衛隊の対応
海自は、わが国の領水内を潜水航行する外国潜水艦を

探知・識別・追尾し、こうした国際法に違反する航行を
認めないとの意思表示を行う能力及び浅海域における対
処能力の維持・向上を図っている。

2004年11月、先島諸島周辺のわが国領海内を潜水航
行する中国原子力潜水艦に対し、海上警備行動を発令
し、海自艦艇などにより潜水艦が公海上に至るまで継続
して追尾した。また、2018年1月、尖閣諸島周辺のわが
国の接続水域における中国潜水艦による潜水航行が初確
認された。

さらに、2021年9月10日には中国国籍と推定される
潜水艦が奄美大島周辺のわが国接続水域内を潜水航行し
ているのを確認し、海自護衛艦及び哨戒機による警戒監
視を行った。この潜水艦による領海侵入はなかったもの
の、このような潜水艦の活動はわが国として注視すべき
ものである。国際法上も、外国の潜水艦が沿岸国の領海
内を航行する際には海上において、その旗を掲げて航行
しなければならないとされており、国際法に反する活動
を許さないためにも、自衛隊は万全の警戒監視態勢を維
持していく。

3　武装工作船などへの対処
（1）基本的考え方

武装工作船と疑われる船（不審船）には、警察機関で

7	 2001年3月、海上警備行動下において不審船の立入検査を行う場合、予想される抵抗を抑止し、その不審船の武装解除などを行うための専門の部隊とし
て海自に新編された。

ある海上保安庁が第一義的に対処するが、海上保安庁で
は対処できない、又は著しく困難と認められる場合に
は、海上警備行動を発令し、海上保安庁と連携しつつ対
処することになる。

（2）防衛省・自衛隊の対応
防衛省・自衛隊は、1999年の能登半島沖での不審船

事案や2001年の九州南西海域での不審船事案などの教
訓を踏まえ、様々な取組を行っている。特に海自は、特
別警備隊7の編成、護衛艦などへの機関銃の装備などを
実施してきたほか、1999年に防衛庁（当時）と海上保安
庁が策定した「不審船に係る共同対処マニュアル」に基
づき、海上保安庁との定期的な共同訓練を行うなど、連
携の強化を図っている。

不審船対処訓練に参加する海自艦艇と海上保安庁巡視船
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	第4節	 ミサイル攻撃を含むわが国に対する侵攻への対応

1	 海域において相手の海上戦力より優勢であり、相手方から大きな損害を受けることなく諸作戦を遂行できる状態
2	 わが航空部隊が敵から大なる妨害を受けることなく諸作戦を遂行できる状態

防衛戦略における第三の防衛目標は、万が一、抑止が
破れ、わが国への侵攻が生起した場合には、その態様に
応じてシームレスに即応し、わが国が主たる責任をもっ
て対処し、同盟国などの支援を受けつつ、これを阻止・
排除することである。

島嶼部を含むわが国に対する侵攻に対しては、遠距離
から侵攻戦力を阻止・排除するとともに、領域を横断し
て優越を獲得し、宇宙・サイバー・電磁波の領域及び
陸・海・空の領域における能力を有機的に融合した領域
横断作戦を実施し、非対称な優越を確保し、侵攻戦力を
阻止・排除する。そして、粘り強く活動し続けて、相手
の侵攻意図を断念させる。

また、ミサイル攻撃を含むわが国に対する侵攻に対し

ては、ミサイル防衛により公海及びわが国の領域の上空
でミサイルを迎撃し、攻撃を防ぐためにやむを得ない必
要最小限度の自衛の措置として、相手の領域において有
効な反撃を加える能力としてスタンド・オフ防衛能力な
どを活用し、ミサイル防衛とあいまってミサイル攻撃を
抑止する。

さらに、国民の生命・身体・財産に対する深刻な脅威
である大規模テロや重要インフラに対する攻撃などに際
しては、関係機関と連携し実効的な対処を行う。そして、
わが国への侵攻が予測される場合には、住民の避難誘導
を含む国民保護のための取組を円滑に実施できるように
する。

	 11	 島嶼部を含むわが国に対する侵攻への対応

1　基本的考え方
東西南北、それぞれ約3,000kmに及ぶわが国領域に

は、広範囲にわたり多くの島嶼を有し、そこには守り抜
くべき国民の生命・身体・財産・領土・領海・領空及び
各種資源が広く存在している。

そうした地理的特性を持つわが国への侵攻に的確に対
応するためには、安全保障環境に即した部隊などの配置
とともに、平素から状況に応じた機動・展開を行うこと
が必要である。また、自衛隊による常時継続的な情報収
集・警戒監視などにより、兆候を早期に察知し、海上優
勢1・航空優勢2を確保することが重要である。

万が一、抑止が破られ、わが国への侵攻が生起した場
合には、わが国の領域に対する侵害を排除するため、宇
宙・サイバー・電磁波の領域及び陸・海・空の領域にお
ける能力を有機的に融合し、相乗効果によって全体の能
力を増幅させる領域横断作戦により、個別の領域が劣勢
である場合にもこれを克服しつつ、統合運用により機動
的・持続的な活動を行い、迅速かつ粘り強く活動し続け
て領域を確保し、相手方の侵攻意図を断念させる。

図表Ⅲ-1-4-1（領域横断作戦のイメージ図（一例））

2　防衛省・自衛隊の取組
（1）スタンド・オフ防衛能力の強化

諸外国のレーダー探知範囲や各種ミサイルの射程・性
能は著しく向上しており、これらの脅威が及ぶ範囲は侵
攻部隊の周囲数百km以上に及ぶ。

必要かつ十分な数量のスタンド・オフ・ミサイルを、
様々な場所、様々なプラットフォームで重層的に保有す
ることで、わが国に対する武力攻撃に対する抑止を向上
させる必要がある。また、わが国への侵攻事態が生起し
た場合には、隊員の安全を可能な限り確保しつつ、相手
の脅威圏外からできる限り早期・遠方でわが国に侵攻す
る部隊を阻止・排除することが必要である。

このため、まず、わが国への侵攻がどの地域で生起し
ても、わが国の様々な地点から、重層的にこれらの艦艇
や上陸部隊などを阻止・排除できる必要かつ十分な能力
を保有する。次に、各種プラットフォームから発射でき、
また、高速滑空飛翔や極超音速飛翔といった多様かつ迎
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撃困難な能力を強化することとしている。
具体的には、12式地対艦誘導弾能力向上型（地上発射

型・艦艇発射型・航空機発射型）、島嶼防衛用高速滑空
弾及び極超音速3誘導弾の研究開発を実施・継続し、各
種誘導弾の長射程化を実施する。また、国産のスタン
ド・オフ・ミサイルの量産弾を取得するほか、米国製の
トマホークをはじめとする外国製スタンド・オフ・ミサ
イルの着実な導入を実施・継続する。

さらには、発射プラットフォームのさらなる多様化の

3	 音速の5倍以上の速度域

ための研究・開発を進めるとともに、スタンド・オフ・
ミサイルの運用能力向上を目的として、潜水艦に搭載可
能な垂直ミサイル発射システム（V

Vertical Launching System
LS）、輸送機搭載シス

テムなどを開発・整備する。

（2）無人アセット防衛能力の強化
無人アセットは、有人装備と比べて、人的損耗を局限

し、長期連続運用ができるといった大きな利点がある。
さらに、この無人アセットをAIや有人装備と組み合わ

図表Ⅲ-1-4-1 領域横断作戦のイメージ図（一例）

全般防空

海上航空支援

空中給油

サイバー攻撃対処

対水上戦

対潜戦

指揮統制システム

持続性・強靱性

機動展開能力・国民保護

領域横断作戦能力
（航空・海上防衛力による
海上優勢・航空優勢の確保）

スタンド・オフ
防衛能力

統合防空ミサイル
防衛能力

領域横断作戦能力
（電磁波）

領域横断作戦能力（サイバー）領域横断作戦能力（宇宙）

指揮統制・情報関連機能

通信衛星
画像収集衛星

指揮統制・情報関連機能

無人アセット
防衛能力

280日本の防衛

第4節ミサイル攻撃を含むわが国に対する侵攻への対応

第
1
章

わ
が
国
自
身
の
防
衛
体
制

第
Ⅲ
部

防衛2023_3-1-04.indd   280防衛2023_3-1-04.indd   280 2023/06/23   9:38:002023/06/23   9:38:00



せることにより、部隊の構造や戦い方を根本的に一変さ
せるゲーム・チェンジャーとなり得ることから、空中・
水上・水中などでの非対称的な優勢を獲得することが可
能である。

このため、こうした無人アセットを情報収集・警戒監
視のみならず、戦闘支援などの幅広い任務に効果的に活
用していく。また、2023年度中には、無人機（U

Unmanned Aerial Vehicle
AV）の

取得をはじめ各種無人アセットの運用実証や研究が計画
されている。

（3）機動展開能力の強化
島嶼部を含むわが国への侵攻に対しては、海上優勢・

航空優勢を確保し、わが国に侵攻する部隊の接近・上陸
を阻止するため、平素配備している部隊が常時活動する

各国の早期警戒管制能力や各種ミサイルの性能が
著しく向上していく中、自衛隊員の安全を確保しつ
つ、わが国への攻撃を効果的に阻止する必要があるこ
とから、スタンド・オフ防衛能力※の強化に取り組ん
できました。
防衛戦略にもあるとおり、東西南北、それぞれ約

3,000kmに及ぶわが国領域を守り抜くため、島嶼部
を含むわが国に侵攻してくる艦艇や上陸部隊などに対
して、脅威圏の外から対処するスタンド・オフ防衛能
力の抜本的強化に取り組んでいきます。また、わが国
の様々な地点から、重層的にこれらの艦艇や上陸部隊
などを阻止・排除できる必要かつ十分な能力の保有
や、各種プラットフォームから発射でき、高速滑空飛
翔や極超音速飛翔といった多様かつ迎撃困難な能力を
強化します。

具体的には、多様なプラットフォームから運用を行
う12式地対艦誘導弾能力向上型について開発を推進
し、地上発射型は早期に部隊配備するため2023年度
から量産を開始します。また、諸外国のレーダーや対
空ミサイルの性能向上により、迎撃能力が向上してお
り、脅威圏の外から対艦・対地攻撃を行うためには、
今後、誘導弾などの長射程化、迎撃を回避できる高い
残存性が必要です。長射程化と残存性の向上を可能と
する誘導弾及び滑空型飛翔体を実現するため、必要な
技術の研究を着実に推進します。
さらに、衛星コンステレーションを活用した画像情

報などの取得や無人機（UAV）、目標観測弾の整備な
どを行い、情報収集・分析機能などを強化していきま
す。
※	スタンド・オフは、一般的には「離れている」といった意味。

F-35

F-15

地上部隊

艦艇

無人機(UAV) 目標観測弾
目標の追尾

目標の探知

１２式地対艦誘
導弾能力向上型

JSM

JASSM

潜水艦

トマホーク

艦艇

F-２

相手の対空ミサイルの射程

相手の対空ミサイルの射程

極超音速誘導弾

地上発射機

スタンド・オフ・ミサイル
による脅威圏外からの対処

極超音速誘導弾

目標情報の収集

島嶼防衛用
高速滑空弾

衛星コンステレーション

今後のスタンド・オフ防衛能力の運用（イメージ）

スタンド・オフ防衛能力の強化解 説解 説
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とともに、状況に応じて必要な部隊（人員・装備・補給
品など）を迅速に機動展開させる必要がある。

このため、自衛隊自身の海上・航空輸送力を強化する

とともに、民間資金等活用事業（P
Private Finance Initiative

FI）などの民間輸送力
を最大限活用する。

また、これらによる部隊への輸送・補給などがより円

図表Ⅲ-1-4-2 九州・南西地域における主要部隊新編状況（2016年以降）（概念図）

2016年　空自第9航空団新編（那覇）
2017年　空自南西航空方面隊新編（那覇）
2017年　空自南西航空警戒管制団新編（那覇）
2022年　陸自電子戦部隊新編（那覇、知念）
（新編予定）陸自地対艦誘導弾部隊（勝連）

2019年　陸自宮古警備隊新編（宮古島）
2020年　陸自第7高射特科群移駐（宮古島）
2020年　陸自第302地対艦ミサイル中隊新編（宮古島）

2016年　陸自与那国沿岸監視隊新編（与那国）
2022年　空自第53警戒隊の一部を配備
（新編予定）陸自電子戦部隊（与那国）

2022年　陸自地対空誘導弾部隊新編（竹松）
（新編予定）陸自水陸機動団第3水陸機動連隊（竹松）

2018年　陸自水陸機動団新編（相浦）
2022年　陸自電子戦部隊新編（相浦）

陸自部隊 海自部隊 空自部隊
【凡例】

与那国島

尖閣諸島

石垣島
宮古島

久米島
沖縄本島

沖永良部島

奄美大島

（2023年4月1日現在）

2021年　陸自電子戦部隊新編（健軍）
2022年　陸自地対艦誘導弾部隊新編（健軍）

2023年　陸自電子戦部隊新編（川内）

2019年　陸自奄美警備隊、地対艦誘
導弾部隊及び地対空誘導弾
部隊新編（奄美、瀬戸内）

2022年　陸自電子戦部隊新編（奄美）

2023年　陸自八重山警備隊、地対艦誘導弾部隊、
地対空誘導弾部隊新編（石垣）

わが国最西端に位置する与那国島と台湾との距離
は100kmあまりと非常に近く、視界の良い時には与
那国島から台湾の陸岸が見えることもあります。与那
国島と台湾の間の海域では、中国海軍艦艇の航行がた
びたび確認されており、昨年8月には、中国が9発の
弾道ミサイルを発射し、うち1発が、与那国島から約
80kmの地点に着弾し、地域住民に脅威と受け止めら
れました。このような国境の最前線にある与那国駐屯
地は、南西地域の防衛上極めて重要な拠点の一つです。
この駐屯地には、陸自沿岸監視隊や空自第53警戒隊
分遣班が所在しており、わが国の国境の最前線に最も
近い場所において、付近を航行・飛行する艦艇や航空
機を監視し、各種兆候を早期に察知する極めて重要な

役割を果たしています。また、2023年度には小規模
の電子戦部隊を配備する予定であり、南西諸島におけ
る防衛体制を目に見える形で強化していきます。

与那国島を訪問する浜田防衛大臣

与那国島と台湾解 説解 説
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滑かつ効果的に実施できるように、統合による後方補給
態勢を強化し、既存の空港・港湾施設などを運用基盤と
して使用するために必要な措置を講じ、補給能力の向上
を実施していくとともに、全国に所在する補給拠点の改
修を積極的に推進していく。あわせて、輸送船舶、輸送
機、輸送ヘリコプターなどの各種輸送アセットの取得な
どによる輸送力の強化を進めていく。

このほか、自衛隊は機動展開能力を向上させるべく、
米国をはじめとする関係国との共同訓練を含め、多くの
訓練を実施している。

（4）南西地域における防衛体制の強化
南西地域の防衛体制強化のため、九州・南西地域にお

ける部隊の新編が進められている。2023年3月、陸自は
石垣島に駐屯地を新設し、警備部隊、地対空誘導弾部隊

4	 佐賀空港の西側に駐機場や格納庫などを整備し、陸自目達原駐屯地から移駐する約50機のヘリコプターと新規に取得する17機のオスプレイとあわせて
約70機の航空機を配備することを想定している。

5	 ペトリオットPAC-3は、経空脅威に対処するための防空システムの一つであり、主として航空機などを迎撃目標としていた従来型のPAC-2と異なり、主
として弾道ミサイルを迎撃目標とするシステム

及び地対艦誘導弾部隊を配置したほか、2023年度には
竹松駐屯地（長崎県大村市）に水陸機動団第3水陸機動
連隊（仮称）を新編する。また、今後、第15旅団（沖縄県
那覇市）の師団への改編が予定されている。

V-22オスプレイの運用については、防衛省はその配
備先として、佐賀空港が最適の飛行場と判断しており、
佐賀県知事から受入れの表明を頂き、2023年5月、佐賀
県有明海漁業協同組合との間で不動産売買契約を締結
し、駐屯地予定地を取得した4。なお、佐賀空港配備には
一定期間を要することを考慮し、2020年にV-22オスプ
レイを運用する輸送航空隊を木更津駐屯地に新編し、
V-22オスプレイの暫定配備を開始した。

図表Ⅲ-1-4-2（九州・南西地域における主要部隊新
編状況（2016年以降）（概念図））

	 22	 ミサイル攻撃などへの対応

1　わが国の統合防空ミサイル防衛能
力

（1）　基本的考え方
四面環海の日本は、経空脅威への対応が極めて重要で

ある。近年、多弾頭・機動弾頭を搭載する弾道ミサイル、
高速化・長射程化した巡航ミサイル、有人・無人航空機
のステルス化・マルチロール化といった能力向上に加
え、対艦弾道ミサイル、極超音速滑空兵器（H

Hypersonic Glide Vehicle
GV）など

の出現により、経空脅威は多様化・複雑化・高度化して
いる。

このため、探知・追尾能力や迎撃能力を抜本的に強化
するとともに、ネットワークを通じて各種センサー・
シューターを一元的かつ最適に運用できる体制を確立し、
統合防空ミサイル防衛能力を強化することとしている。

相手からのわが国に対するミサイル攻撃については、
まず、ミサイル防衛システムを用いて、公海及びわが国
の領域の上空で、わが国に向けて飛来するミサイルを迎
撃する。そのうえで、弾道ミサイルなどの攻撃を防ぐた
めにやむを得ない必要最小限度の自衛の措置として、相

手の領域において、有効な反撃を加える能力として、ス
タンド・オフ防衛能力などを活用する。

こうした有効な反撃を加える能力を持つことにより、
相手のミサイル発射を制約し、ミサイル防衛による迎撃
を行いやすくすることで、ミサイル防衛とあいまってミ
サイル攻撃そのものを抑止していく。

図表Ⅲ-1-4-3（統合防空ミサイル防衛（迎撃部分）の
イメージ図）、Ⅱ部3章2節4項（「解説」反撃能力）

（2）　防衛省・自衛隊の対応
北朝鮮は、2016年以降、3回の核実験を強行するとと

もに、特に2022年に入ってからは、かつてない高い頻
度で、かつ新たな態様での弾道ミサイルなどの発射を繰
り返しており、その軍事的行動はわが国の安全に対す
る、従前より一層重大かつ差し迫った脅威となっている。

弾道ミサイルに対し、現状においては、わが国全域を
防護するためのイージス艦及び拠点防護のため全国各地
に分散して配備されているペトリオット（P

Patriot Advanced Capability-3
AC-3）5を、

状況に応じて機動・展開して対応している。2023年4
月22日、完成した「軍事偵察衛星」発射の最終準備を早
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期に終えるといった北朝鮮の発表などを踏まえ、防衛大
臣は「弾道ミサイル等に対する破壊措置の準備に関する
自衛隊一般命令」を発出した。これを受け、防衛省・自
衛隊は、PAC-3の沖縄県石垣島、宮古島及び与那国島へ
の展開や、イージス艦の展開などのための所要の準備を
実施した。

同年5月29日、「衛星」発射のためとする北朝鮮から
の事前通報を受け、同日、防衛大臣は、不測の事態に備
え、所要の態勢をとるべく、「弾道ミサイル等に対する破

壊措置の実施に関する自衛隊行動命令」を発出した。同
月31日の発射に際し、防衛省から政府内及び関係機関
に対して速やかに情報共有を行うとともに、関連情報の
収集と分析を実施した。防衛省としては、米国、韓国な
どと緊密に連携しつつ、国民の生命・財産を守り抜くた
め、引き続き、情報の収集・分析及び警戒監視に全力を
挙げていく。

わが国に武力攻撃として弾道ミサイルが飛来する場合
には、武力攻撃事態における防衛出動により対処する一

図表Ⅲ-1-4-3 統合防空ミサイル防衛（迎撃部分）のイメージ図

米国の早期警戒衛星

イージス艦
（海自）

自動警戒管制システム
（JADGE）

【凡例】飛翔軌道
　　：弾道ミサイル
　　：HGV

警戒管制レーダー（空自）
（FPS-7、FPS-5、FPS-3改）

中SAM（改）能力向上型（陸自）
PAC-3（空自）

BMD統合任務
部隊指揮官

衛星コンステ
レーションなど

④イージス艦による迎撃
　・弾道ミサイルに対しSM-3
　・HGVに対しSM-6

④PAC-3
による迎撃

④中SAM（改）能力向上型
による迎撃

③JADGEへの情報集約、BMD統合任務部隊指揮官による迎撃兵器の割当

②警戒管制レーダーで探知・追尾②イージス艦で探知・追尾①米国の早期警戒衛星で探知
衛星コンステ
レーションな
どで兆候把握

資料：ミサイル防衛について
URL：https://www.mod.go.jp/j/policy/defense/bmd/index.html

動画：弾道ミサイル防衛（BMD）への対応（空自：高射）
URL：https://youtu.be/coZf5SbfC-M
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多様化・複雑化する経空脅威に対し、自衛隊はネッ
トワークを通じて装備品を一体的に運用する「総合ミ
サイル防空」の強化に努めてきました。しかし、極超
音速滑空兵器（HGV）などミサイル技術の急速な進展
や、飽和攻撃を可能とする運用能力向上により、既存
のミサイル防衛網だけで完全に対応することは難しく
なりつつあります。
このため、防衛戦略においては、「統合防空ミサイ

ル防衛」として、わが国に対するミサイル攻撃を、質・
量ともに強化されたミサイル防衛網により迎撃しつ
つ、スタンド・オフ防衛能力などを活用した反撃能力
を持つことにより、相手のミサイル発射を制約し、ミ
サイル防衛とあいまってミサイル攻撃そのものを抑止
していくこととしています。
HGVなどの極超音速兵器は、マッハ5を超える極

超音速で飛翔するとともに、低い軌道を長時間飛翔

し、高い機動性を有することなどから、通常の弾道ミ
サイルと比べ、探知や迎撃がより困難です。このよう
な兵器に対しては、その特性を踏まえ、早期に探知し、
迎撃機会を重層的に確保することで、迎撃の可能性を
高めていくことが重要となります。
このため、整備計画においては、①HGV早期探知

のための赤外線センサーなどの宇宙技術実証、②ター
ミナル段階での迎撃能力向上のための03式中距離地
対空誘導弾（改善型）能力向上型の開発やPAC-3MSE
ミサイルの取得、また、③滑空段階での対処のために
HGV対処用誘導弾システムの調査及び研究などを行
い、HGVなどへの対処能力を抜本的に向上すること
としています。

図表Ⅲ-1-4-3（統合防空ミサイル防衛（迎撃部
分）のイメージ図）、Ⅱ部3章2節4項（「解説」
反撃能力）、Ⅲ部1章4節1項（「解説」スタン
ド・オフ防衛能力の強化）

 参照

統合防空ミサイル防衛（HGV等対処）解 説解 説

図表Ⅲ-1-4-4 BMD整備構想・運用構想（イメージ図）

航空自衛隊
ペトリオット

PAC-3
航空自衛隊

警戒管制レーダー
（FPS-7, FPS-5, FPS-3改）

BMD統合任務部隊指揮官
航空総隊司令官

BMD統合任務部隊指揮官
航空総隊司令官

自動警戒管制システム
（JADGE）

自動警戒管制システム
（JADGE）海上自衛隊

イージス艦

弾道ミサイル

ターミナル段階
大気圏に再突入して
着弾するまでの段階

ブースト段階
発射後、ロケット
エンジンが燃焼し、
加速している段階

ミッドコース段階
ロケットエンジンの燃焼が終了
し、慣性運動によって宇宙空間
（大気圏外）を飛行している段階

探知・識別・追尾

イメージ図
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方、武力攻撃事態が認定されていないときには、弾道ミ
サイルなどに対する破壊措置により対処することとなる6。

わが国の弾道ミサイル防衛（B
Ballistic Missile Defense

MD）は、イージス艦に
よる上層での迎撃とPAC-3による下層での迎撃を、自
動警戒管制システム（J

Japan Aerospace Defense Ground Environment
ADGE）7により連携させて効果

的に行う多層防衛を基本としている。
弾道ミサイルへの対処にあたっては、航空総隊司令官

を 指 揮 官 と す る「BMD統 合 任 務 部 隊 」を 組 織 し、
JADGEなどを通じた一元的な指揮のもと、効果的に対
処する。

防衛省・自衛隊としては、引き続き、北朝鮮が大量破
壊兵器・ミサイルの廃棄に向けて具体的にどのような行
動をとるのかをしっかり見極めていくとともに、米国な
どと緊密に連携しつつ、必要な情報の収集・分析及び警
戒監視などを実施している。

また、BMDシステムを効率的・効果的に運用するた
めには、在日米軍をはじめとする米国との協力が必要不
可欠である。このため、これまでの日米安全保障協議委
員会（「2＋2」）において、BMD運用情報及び関連情報
の常時リアルタイムでの共有をはじめとする関連措置や
協力の拡大について決定してきた。

さらに、わが国は従来から、弾道ミサイルの対処にあ
たり、早期警戒情報（S

Shared Early Warning
EW）8を米軍から受領するととも

に、米軍がわが国に配備しているBMD用移動式レー
ダー（TPY-2レーダー）やイージス艦などを用いて収集
した情報について情報共有を行うなど、緊密に協力して
いる。

図表Ⅲ-1-4-4（BMD整備構想・運用構想（イメージ
図））

（3）　統合防空ミサイル防衛能力強化のための取
組

わが国は、弾道ミサイル攻撃などへの対応に万全を期
すため、2004年からBMDシステムの整備を開始する
とともに、2005年7月には、自衛隊法の改正を行った。
これまでに、イージス艦への弾道ミサイル対処能力の付

6	 北朝鮮は2023年5月31日、衛星打ち上げを試みて発射を行ったが、わが国に飛来するおそれがないと判断されたことから、自衛隊法第82条の3に基づ
く弾道ミサイル等破壊措置は実施しなかった。

7	 自動警戒管制システムは、全国各地のレーダーが捉えた航空機などの情報を一元的に処理し、対領空侵犯措置や防空戦闘に必要な指示を戦闘機などに提供
するほか、弾道ミサイル対処においてペトリオットやレーダーなどを統制し、指揮統制及び通信機能の中核となるシステム

8	 わが国の方向へ発射される弾道ミサイルなどに関する発射地域、発射時刻、落下予想地域、落下予想時刻などのデータを、発射直後、短時間のうちに米軍
が解析して自衛隊に伝達する情報（1996年4月から受領開始）

9	 ミニマムエナジー軌道（効率的に飛翔し、射程を最も大きくする軌道）より高い軌道をとることにより、最大射程よりも短い射程となるが、落下速度が速
くなる軌道

与やPAC-3の配備など、弾道ミサイル攻撃に対するわ
が国独自の体制整備を着実に進めている。

より高性能化・多様化する将来の弾道ミサイルの脅威
に対処するため、イージス艦に搭載するS

Standard Missile
M-3ブロック

ⅠAの後継となるBMD用能力向上型迎撃ミサイル
（SM-3ブロックⅡA）を日米共同で開発し、2017年度
以降取得している。SM-3ブロックⅡAは、SM-3ブロッ
クⅠAと比較して、迎撃可能高度や防護範囲が拡大する
とともに、撃破能力が向上し、さらに同時対処能力につ
いても向上している。

また、「おとり」などの迎撃回避手段を備えた弾道ミサ
イルや通常の軌道よりも高い軌道（ロフテッド軌道）9を
とることにより迎撃を回避することを意図して発射され
た弾道ミサイルなどに対しても、迎撃能力が向上してい
る。2022年11月には、イージス艦「まや」が、海自艦艇
として初めてSM-3ブロックⅡAの発射試験を実施し、
標的の迎撃に成功した。

さらに、2020年12月、厳しさを増すわが国を取り巻
く安全保障環境により柔軟かつ効果的に対応していくた
めの、あるべき方策の一環として、陸上配備型イージ
ス・システム（イージス・アショア）に替えて、イージ
ス・システム搭載艦2隻を整備することを閣議決定し
た。同艦は海自が保持することとし、対艦弾道ミサイル

 参照

イージス艦「まや」によるSM-3ブロックⅡA発射試験（2022年11月）
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などに対処能力を有するSM-6のほか、12式地対艦誘導
弾能力向上型などの長射程の誘導弾による高い防護能力
と、既存イージス艦と同等の各種作戦能力・機動力を保
持していく。また、米国が開発中の対HGV新型迎撃ミ
サイルを含む将来装備を運用できる拡張性などを考慮す
るほか、耐洋性、居住性なども向上するとしている。

PAC-3についても、能力向上型であるPAC-3M
Missile Segment Enhancement

SEの
整備を進めており、2019年度末以降順次配備が開始さ
れた。PAC-3MSEの導入により、迎撃高度は十数キロか
ら数十キロへと延伸することとなり、従来のPAC-3と比
べ、おおむね2倍以上に防護範囲（面積）が拡大する。

一方、HGVの出現など多様化・複雑化・高度化の一途
をたどる経空脅威に対し、最適な手段による効果的・効

10	 ペトリオット・システム用の新型レーダー（LTAMDS（エルタムズ））は、極超音速滑空兵器（HGV）などの将来脅威対処のために開発された低層防空用
射撃管制レーダー

率的な対処を行い、被害を局限するためには、ミサイル防
衛にかかる各種装備品に加え、従来、各自衛隊で個別に
運用してきた防空のための各種装備品もあわせ、一体的
に運用する体制を確立し、わが国全土を防護するととも
に、多数の複合的な経空脅威に同時対処できる統合防空
ミサイル防衛能力を強化していく必要がある。この際、各
自衛隊が保有する迎撃手段について、整備・補給体系も
含めて共通化、合理化を図っていくこととしている。

このため、HGVなどの探知・追尾能力を強化するべ
く、固定式警戒管制レーダー（FPS）などの整備及び能
力向上、次期警戒管制レーダーへの換装・整備を図る。
また、地対空誘導弾ペトリオット・システムを改修し、
新型レーダー（L

Lower Tier Air Missile Defense Sensor
TAMDS）10 を導入することで、PAC-

エ ル タ ム ズ

図表Ⅲ-1-4-5 弾道ミサイル対処能力向上のための主な取組

能力向上型PAC-3ミサイル
（PAC-3MSE）の導入

能力向上型迎撃ミサイル
（SM-3ブロックIB及びブロックⅡA）の整備

イージス艦の能力向上及び増勢

・防護範囲の拡大、同時対処能力の向上・継続的な対処能力の強化

・防護範囲の拡大、撃破能力、対処能力の向上

従来脅威への対処能力の向上

従来予測される迎撃回避手段や飛翔軌道の多様化への対処
迎撃回避手段

（おとり等）の出現

「こんごう」型×４隻 「こんごう」型×４隻
＋

「あたご」型×２隻＋「まや」型×２隻

「こんごう」型

従来の体制のイメージ 現在の体制のイメージ

「こんごう」型
「あたご」・「まや」型「こんごう」型

「こんごう」型

多様化した軌道
（ロフテッド）

通常軌道
（ミニマム
エナジー）

SM-3ブロックIAによる防護 能力向上型迎撃ミサイルによる防護

大気圏外

大気圏内

イージス艦
PAC-3

PAC-3の防護範囲

同時対処能力の向上（イメージ）
距離

高
度

PAC-3MSEの
防護範囲

対処能力の
向上
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北朝鮮は2022年、弾道ミサイルの可能性があるも
のを含め、少なくとも59発という過去に例を見ない
頻度で弾道ミサイルの発射を行い、また、2023年に
入ってからも引き続き発射を繰り返しています。
政府は、これら北朝鮮による弾道ミサイルの脅威か

ら国民の生命、身体及び財産を守るため、弾道ミサイ
ル防衛能力の強化を着実に進めており、また、引き続
き高度な警戒監視態勢を維持しています。これにあわ
せて、弾道ミサイルが
（1）わが国の領域に落下する可能性がある場合
（2）わが国の上空を通過する可能性がある場合
には、内閣官房から全国瞬時警報システム（Jアラー
ト）により、弾道ミサイルに注意が必要な地域の皆様
に対して、緊急情報をお知らせし、近くの建物への避
難など、少しでも被害を軽減できる可能性を高める行
動を促すこととしています。

Jアラートを使用すると、防災行政無線などが自動
的に起動し屋外スピーカーなどから特別なサイレンと
メッセージが流れるほか、登録制メールなどの多様な
情報伝達手段によっても、住民に緊急情報を伝達しま
す。また、携帯電話会社を経由して携帯電話にエリア
メール・緊急速報メールを配信し、緊急情報をお知ら
せします。
Jアラートの送信にあたっては、防衛省から内閣官

房に、弾道ミサイルに関する各種情報を適時適切に提
供することが重要です。このため、両者の間では、情
報伝達のプロセスをシステム化・自動化することによ
り、迅速性・確実性を確保しています。
政府としては、引き続き、確実な情報伝達に努めつ

つ、Jアラートの情報伝達機能の不断の強化にも取り
組むこととしています。

全国瞬時警報システム（Jアラート）の概要

Jアラートによる弾道ミサイルに関する情報伝達（内閣官房からのお知らせ）解 説解 説
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3MSEによるHGVなどへの対処能力を向上させる。ま
た、03式中距離地対空誘導弾（改善型）能力向上型の開
発をするとともに、極超音速で、高高度領域を高い機動
性を有しながら飛しょうするHGVの脅威に対処するた
め、HGV対処用誘導弾システムの研究を行っていく。

このように、防護体制を強化させるための所要の措置
を講じているところであり、引き続き、取組を進めていく。

資料18（わが国のBMD整備への取組の変遷）、図表
Ⅲ-1-4-5（弾道ミサイル対処能力向上のための主な
取組）

11	 具体的には、2006年、米軍車力通信所にTPY-2レーダー（いわゆる「Xバンド・レーダー」）が、同年10月には沖縄県にペトリオットPAC-3が、2007年
10月には青森県に統合戦術地上ステーション（JTAGS）が配備された。加えて、2014年12月には、米軍経ヶ岬通信所に2基目のTPY-2レーダーが配備
された。2018年10月には、第38防空砲兵旅団司令部が相模原に配置された。また、2015年10月、2016年3月及び2018年5月には、米軍BMD能力
搭載イージス艦が横須賀海軍施設（神奈川県横須賀市）に配備された。

2　米国のミサイル防衛と日米BMD
技術協力

（1）　米国のミサイル防衛
米国は、弾道ミサイルの飛翔経路上の①ブースト段

階、②ミッドコース段階、③ターミナル段階の各段階に
適した防衛システムを組み合わせ、相互に補って対応す
る多層防衛システムを構築している。日米両国は、弾道
ミサイル防衛に関して緊密な連携を図ってきており、米
国保有のミサイル防衛システムの一部が、わが国に配備
されている11。

（2）　日米BMD技術協力など
1999年度から海上配備型上層システムの日米共同技

術研究に着手し、2006年度からBMD用能力向上型迎撃

 参照

弾道ミサイル落下時の行動について
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ミサイルの日米共同開発12を開始し、SM-3ブロックⅡA
として配備に至っている。加えて、2022年1月の日米「2
＋2」において、極超音速技術に対抗するための将来の
協力に焦点を当てた共同分析を実施することで合意し
た。また、2023年1月の日米「2＋2」においては、この

12	 これらの日米共同開発に関しては、わが国から米国に対して、BMDにかかわる武器を輸出する必要性が生じる。これについて、2004年12月の内閣官房
長官談話において、BMDシステムに関する案件は、厳格な管理を行う前提で武器輸出三原則などによらないとされた。このような経緯を踏まえ、SM-3ブ
ロックⅡAの第三国移転は、一定の条件のもと、事前同意を付与できるとわが国として判断し、2011年6月の日米「2＋2」の共同発表においてその旨を
発表した。なお、2014年4月、防衛装備移転三原則（移転三原則）が閣議決定されたが、この決定以前の例外化措置については、引き続き移転三原則のも
とで海外移転を認め得るものと整理されている。

共同分析の進展を踏まえ、先進素材及び極超音速環境で
の試験を含む重要な要素に関する共同研究を開始するこ
とで一致するとともに、将来のインターセプターの共同
開発の可能性について議論を開始することに合意した。

	 33	 陸海空領域における対応
戦い方については、従来のそれとは様相が大きく変化

しているが、大規模なミサイル攻撃や情報戦を含むハイ
ブリッド戦などに加え、これまでの航空侵攻・海上侵
攻・着上陸侵攻といった伝統的なものにも対応していく
必要がある。陸上防衛力・海上防衛力・航空防衛力は領
域横断作戦の基本であり、島嶼部を含むわが国への侵攻
に対しては、海上優勢・航空優勢を確保し、わが国に侵

攻する部隊の接近・上陸を阻止する。
わが国に対する武力攻撃があった場合、自衛隊は防衛

出動により対処することになる。その際の対応としては、
①防空のための作戦、②周辺海域の防衛のための作戦、
③陸上の防衛のための作戦、④海上交通の安全確保のた
めの作戦などに区分される。なお、これらの作戦の遂行
に際し、米軍は「日米防衛協力のための指針」（ガイドラ

図表Ⅲ-1-4-6 防空のための作戦の一例

発見

発見

発見

要撃

要撃

要撃指令

要撃指令

敵・味方の識別

撃破

撃破

撃破

緊急発進する戦闘機

航空団戦闘指揮所 防空指令所（DC）

防空作戦の流れ

発
見

識
別

要
撃

撃
破

警戒管制レーダー

（注1）　国土から離れた洋上における早期警戒管制機能を有し、地上の警戒管制組織を代替する管制能力を有する航空機
（注2）　敵機の接近に即応できるよう、戦闘機を武装した状態で空中待機させておくこと

空中警戒待機
（CAP）注2

早期警戒管制機
（AWACS）注1

空中給油・輸送機
（KC-767など）

敵が発射した巡航ミサイル
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イン）にあるとおり、自衛隊が行う作戦を支援するとと
もに、打撃力の使用を伴うような作戦を含め、自衛隊の
能力を補完するための作戦を行うことになる。

1　防空のための作戦
周囲を海に囲まれたわが国の地理的な特性や現代戦の

様相13から、わが国に対する本格的な侵攻が行われる場
合には、まず航空機やミサイルによる急襲的な航空攻撃
が行われ、また、こうした航空攻撃は幾度となく反復さ
れると考えられる。防空のための作戦においては、敵の
航空攻撃に即応して国土からできる限り遠方の空域で迎
え撃ち、敵に航空優勢を獲得させず、国民と国土の被害
を防ぐとともに、敵に大きな損害を与え、敵の航空攻撃
の継続を困難にするよう努めることになる。

13	 現代戦においては、航空作戦は戦いの勝敗を左右する重要な要素となっており、陸上・海上作戦に先行又は並行して航空優勢を獲得することが必要であ
る。

図表Ⅲ-1-4-6（防空のための作戦の一例）

2　周辺海域の防衛のための作戦
島国であるわが国に対する武力攻撃が行われる場合に

は、航空攻撃に加えて、艦船などによるわが国船舶への
攻撃やわが国領土への攻撃などが考えられる。また、大
規模な陸上部隊をわが国領土に上陸させるため、輸送艦
などの活動も予想される。周辺海域の防衛のための作戦
は、洋上における対処、沿岸海域における対処、主要な
海峡における対処及び周辺海域の防空からなる。これら
各種作戦の成果を積み重ねて敵の侵攻を阻止し、その戦
力を撃破又は消耗させることにより、周辺海域を防衛す
ることになる。

図表Ⅲ-1-4-7（周辺海域の防衛のための作戦の一例）

 参照

 参照

図表Ⅲ-1-4-7 周辺海域の防衛のための作戦の一例

 

 

 

 

 

 

 

 

 

対空戦

対水上戦

対潜戦
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洋上における対処

主要な海峡における対処

沿岸海域における対処 敵の潜水艦

敵の
水上艦艇

敵の航空機
戦闘機

哨戒ヘリコプター

潜水艦

水上艦艇地対艦
ミサイル

掃海艇

固定翼哨戒機

早期警戒管制機

固定翼哨戒機 周辺海域の防空
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3　陸上の防衛のための作戦
わが国を占領するには、侵攻国は海上優勢・航空優勢

を得て、海から地上部隊を上陸、空から空挺部隊などを
降着陸させることとなる。

侵攻する地上部隊や空挺部隊は、艦船や航空機で移動
している間や着上陸前後は、組織的な戦闘力の発揮が困
難という弱点があり、この弱点を捉え、できる限り沿岸
海域と海岸地域の間や着陸地点において、早期に撃破す
ることが必要である。

図表Ⅲ-1-4-8（陸上の防衛のための作戦の一例）

14	 敵の奇襲を防ぐ、情報を収集するなどの目的をもって、ある特定地域を計画的に見回ること
15	 船舶を通航させるために設けられる比較的安全な海域。航路帯の海域、幅などは脅威の様相に応じて変化するとされる。

4　海上交通の安全確保のための作戦
わが国は、資源や食料の多くを海外に依存しており、

海上交通路はわが国の生存と繁栄の基盤を確保するため
の生命線である。また、わが国に対する武力攻撃などが
あった場合、海上交通路は、継戦能力の維持やわが国防
衛のため米軍が来援する際の基盤となる。

海上交通の安全確保のための作戦では、対水上戦、対
潜戦、対空戦、対機雷戦などの各種作戦を組み合わせて、
哨戒14、船舶の護衛及び海峡・港湾の防備を実施するほ
か、航路帯15を設定してわが国の船舶などを直接護衛す
ることになる。なお、海上交通路でのわが国の船舶など
に対する防空（対空戦）は護衛艦が行い、状況により戦
闘機などの支援を受けることになる。

 参照

図表Ⅲ-1-4-8 陸上の防衛のための作戦の一例

戦闘機

戦闘
ヘリコプター

無人偵察機

水上艦艇地対艦ミサイル

地対空ミサイル

監視レーダー
地対空

電子戦装置

ミサイル
戦車

火砲装甲車

沿岸海域における対処

部隊の機動展開

海岸地域における対処
敵へリボン部隊への対処

海岸地域における対処

敵空挺部隊への対処
避難住民の誘導など

市街地における対処

機動戦闘車
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	 44	 宇宙領域での対応
通信や測位などのための宇宙利用は、今や国民生活の

基盤そのものであると同時に、軍事作戦上の指揮統制・
情報収集基盤の中枢をなしている。このような中、自国
の軍事優勢を確保するために、一部の国家は他国の宇宙
システムへの妨害活動を活発化させており、宇宙の戦闘
領域化が進展している。今や、宇宙空間の安定利用を確
保することは国家にとって死活的に重要である。

Ⅰ部4章2節（宇宙領域をめぐる動向）

1　政府全体としての取組
内閣府宇宙開発戦略推進事務局が、政府全体の宇宙開

発利用に関する政策の企画・立案・調整などを行ってい
る。宇宙基本計画は、宇宙基本法に基づいて策定される
わが国の宇宙開発利用の最も基礎となる計画であり、わ
が国の宇宙活動を支える総合的基盤の強化を目標として
いる。現行の計画は2020年6月に策定されており、
2023年6月に改訂予定である。

また、安保戦略において、宇宙の安全保障分野の課題
と政策を具体化させる政府の構想をとりまとめたうえ
で、それを宇宙基本計画などに反映させていくこととさ
れている。

そのほか、人工衛星などの打上げ及び人工衛星の管理
に関する法律（宇宙活動法）、衛星リモートセンシング記
録の適正な取扱いの確保に関する法律（衛星リモセン法）
及び、月や宇宙空間に存在する水や鉱物資源などに所有
権を認める宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の
促進に関する法律（宇宙資源法）に基づき宇宙政策が進
められている。

2　防衛省・自衛隊の取組
防衛省・自衛隊は、宇宙領域において、衛星コンステ

レーションを含む新たな宇宙利用の形態を積極的に取り
入れ、情報収集、通信、測位などの機能を宇宙空間から
提供することにより、陸・海・空の領域における作戦能

 参照

図表Ⅲ-1-4-9 安全保障分野における宇宙利用のイメージ

静止軌道
高度約36,000km

（地球に対して静止）

高度
～ 1,000km

月までの距離
約38万km

約3.6万km
（月までの
約1/10）

高度約20,000km

［測位衛星］
・正確な場所の把
握、ミサイルな
どの誘導に利用

・システムの時刻
同期に利用

［早期警戒衛星］
弾道ミサイル発射の
早期探知に利用

［通信衛星］
遠距離に所在する部隊との通信

［気象衛星］
気象状況の把握・予測に利用

［画像収集衛星］
情報収集に使用
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力をさらに向上させる。同時に、宇宙空間の安定的利用
に対する脅威に対応するため、宇宙からの監視能力を整
備し、宇宙領域把握（S

Space Domain Awareness
DA）16体制を確立するとともに、

様々な状況に対応して任務を継続できるように宇宙ア
セットの抗たん性強化に取り組むこととしている。また、
相手方の指揮統制・情報通信などを妨げる能力をさらに
強化する。

さらには、宇宙航空研究開発機構（J
Japan Aerospace Exploration Agency

AXA）を含めた関
係機関や民間事業者との間で、研究開発を含めた協力・
連携を強化するとともに、米国などの同盟国・同志国と
の交流による人材育成をはじめとした連携強化を図る。

図表Ⅲ-1-4-9（安全保障分野における宇宙利用のイ
メージ）

（1）宇宙領域を活用した情報収集、通信、測位な
どの各種能力の向上

防衛省・自衛隊では、これまでも人工衛星を活用した
情報収集、通信、測位などを利用してきたが、近年の衛
星コンステレーションによる宇宙利用の拡大にも対応し
ていく。

2021年9月には防衛副大臣を議長とする「衛星コン
ステレーションに関するタスクフォース」を設置し、米
国との協力も念頭におきつつ、防衛省・自衛隊の今後の
宇宙政策や衛星コンステレーションの活用に向けた検討
内容について議論を行っている。
ア　情報収集

情報収集については、情報収集衛星17、多頻度での撮
像を可能とする小型衛星コンステレーションをはじめと
した民間衛星などの利用による重層的な衛星画像の取得
を通じ、隙のない情報収集体制を構築することとしてい
る。特に、スタンド・オフ防衛能力の実効性を確保する
観点から、情報収集能力を抜本的に強化する必要があ
り、米国との連携を強化するとともに、民間衛星の利用
などを始めとする各種取組によって補完しつつ、目標の
探知・追尾能力の獲得を目的とした衛星コンステレー

16	 宇宙状況把握（SSA）（宇宙物体の位置や軌道などを把握すること（宇宙環境の把握を含む））に加え、宇宙機の運用・利用状況及びその意図や能力を把握
すること

17	 政府の情報収集衛星は、内閣衛星情報センターにおいて運用されているものであり、防衛省は他省庁とともに、情報収集衛星から得られる画像情報を利用
している。

18	 通常の静止衛星は赤道上の円軌道に位置するが、その軌道を斜めに傾け、かつ楕円軌道とすることで、特定の一地域のほぼ真上の上空に長時間とどまるこ
とが可能となるような軌道に投入された衛星のこと。1機だけでは24時間とどまることはできないため、通常複数機が打ち上げられる。ユーザーのほぼ真
上を衛星が通るため、山や建物などといった障害物の影響を受けることなく衛星からの信号を受信することができる。

ションを構築する。
イ　通信

通信については、これまで、部隊運用で極めて重要な
指揮統制などの情報通信に使用するため、2017年1月、
防衛省として初めて所有・運用するXバンド防衛通信衛
星「きらめき2号」を、2018年4月には「きらめき1号」
を打上げた。今後、通信所要の増大への対応やさらなる
抗たん性強化のため、2023年度には「きらめき3号」の
打上げにより、Xバンド防衛通信衛星3機体制を目指す
とともに、「きらめき」と通信可能な装備品・関連地上施
設を拡充するため、さらなる受信機材の調達や地上局通
信の広帯域化を実施する。

また、低軌道通信衛星コンステレーションサービス利
用の実証などを実施していくことに加え、米国を中心と
する加盟国間で衛星の通信帯域を共有する枠組みである
P
Protected Anti-jam Tactical SATCOM
ATSへの加盟に向けて、通信機器の整備・実証を行っ

ていく。
ウ　測位

測位については、多数の装備品にG
Global Positioning System

PS 受信端末を搭
載し、精度の高い自己位置の測定やミサイルの誘導精度
向上など、高度な部隊行動を支援する重要な手段として
活用している。これに加え、2018 年11月より、内閣府
の準天頂衛星18システムのサービスが開始されたことか
ら、準天頂衛星の測位信号の利用により、冗長性を確保
することとしている。
エ　その他の宇宙利用

小型衛星コンステレーションは、早期警戒などミサイ
ルの探知、追尾などの機能に関連する技術動向としても
注目される。防衛省としては、各国が開発・配備を進める
HGVを早期に探知・追尾する手段として、衛星コンス
テレーションを用いた宇宙からの赤外線観測が有効であ
る可能性があると考えており、衛星搭載用の赤外線セン
サーに関する宇宙実証を行っていく。

このほか、高感度広帯域の赤外線検知素子などの将来
のセンサーの研究を推進することとしている。

 参照
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（2）宇宙の安定的利用確保のための取組
人工衛星の活用が、安全保障の基盤として死活的に重

要な役割を果たしている一方で、一部の国が、キラー衛
星や衛星攻撃ミサイル、電磁波による妨害を行うジャミ
ング兵器などの対衛星兵器の開発を進めているとみられ
ている。このため、SDAと宇宙利用における抗たん性を
強化していく必要がある。

これまで防衛省・自衛隊は、宇宙利用の優位を確保す
るための能力の強化に取り組んできており、その一環と
して、宇宙状況把握（S

Space Situational Awareness
SA）の強化に向けた取組を進め

てきた。今後は宇宙物体の位置や軌道などを把握する
SSAの強化も図りつつ、衛星の運用状況、意図や能力を
把握するSDAの強化に努めていく。平素からのSDAに
関する能力を強化するため、2026年度に打ち上げ予定
のSDA衛星の整備に加え、さらなる複数機での運用に
ついての検討を含めた各種取組を推進する。また、宇宙
作戦の運用基盤を強化するため、宇宙作戦指揮統制シス
テムなどを整備する。

宇宙利用における抗たん性の強化については、衛星通
信の高抗たん化技術実証により、ジャミングなどの妨害
行為に対する抗たん性を確保するとともに、将来的な日
米の宇宙システムの連携に向けて、SSAシステムなどに
対するサイバーセキュリティを確保していく。また、電

磁波領域と連携して、相手方の指揮統制・情報通信など
を妨げる能力を構築することとしている。

図表Ⅲ-1-4-10（宇宙領域把握（SDA）体制構築に向
けた取組）

（3）組織体制の強化
宇宙領域専門部隊を強化するため、2022年度には、

宇宙作戦群隷下にわが国の人工衛星などに接近する宇宙
物体の情報を収集するためのシステムの運用を担う第1
宇宙作戦隊（府中）、わが国の人工衛星などに対する妨害
状況を把握するための装置の運用を担う第2宇宙作戦隊

（防府北）及び宇宙システム管理隊（府中）などを新編し
た。2023年度には、要員拡充によりSDAのための装備
品を安定的に運用する体制を強化するとともに、指揮統
制機能などを強化する。

また、将官を指揮官とする宇宙領域専門部隊を新編す
るなどにより、宇宙作戦能力を強化する。この際、宇宙
領域の重要性の高まりと、宇宙作戦能力の質的・量的強
化にかんがみ、空自において、宇宙作戦が今後航空作戦
と並ぶ主要な任務として位置づけられることを踏まえ、
航空自衛隊を航空宇宙自衛隊とする。

今後とも宇宙領域にかかる組織体制・人的基盤を強化
するため、JAXAなどの関係機関や米国などの同盟国・

 参照

動画：宇宙領域把握について
URL：https://m.youtube.com/watch?v=qoBwBWBR0-8

図表Ⅲ-1-4-10 宇宙領域把握（SDA）体制構築に向けた取組

民間事業者

運用システム

静止軌道
高度約36,000km

低軌道
高度～1,000km

SDA衛星

米 軍
自 衛 隊

レーダー

JAXA

レーザー
測距装置
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同志国との交流による人材育成をはじめとした連携強化
を図るほか、関係省庁間で蓄積された宇宙分野の知見な
どを有効に活用する仕組みを構築するなど、宇宙領域に
かかる人材の確保に取り組む。

（4）関係機関や宇宙関連産業との連携強化
宇宙空間については、情報収集、通信、測位などの目

的での安定的な利用を確保することは国民生活と防衛の
双方にとって死活的に重要であり、防衛省・自衛隊にお
いては、宇宙空間についてJAXAを含めた関係機関や民
間事業者との間で、研究開発を含めた協力・連携を強化
している。その際、民生技術の防衛分野への一層の活用
を図ることで、民間における技術開発への投資を促進
し、わが国全体としての宇宙空間における能力の向上に
つなげていく。

また、2023年3月、防衛省のSSAシステムの運用開
始に伴い、防衛省から衛星を運用する民間事業者などに
対し、宇宙物体の軌道情報などのSSAに関する情報提供
を開始した。

（5）同盟国・同志国などとの連携強化
わが国の安全保障に不可欠な宇宙空間の持続的かつ安

定的な利用を確保するためには、同盟国や同志国などと
の連携強化が必須であり、また、宇宙における責任ある
行動の規範、規則及び原則を通じた宇宙における脅威の
低減に向けた協力も図っている。2022年9月、わが国
は、宇宙空間における責任ある行動の規範の形成に向け
た国際場裡での議論を積極的に推進していく考えから、
破壊的な直接上昇型ミサイルによる衛星破壊実験を実施
しない旨の決定を行った。この決定は同年4月に米国が
同趣旨の宣言をしたことを受けて発表されたもので、わ
が国のほか、カナダ、ニュージーランド、ドイツ、英国、
韓国、オーストラリア、フランスなども同様の発表を
行った。さらに、同年12月には、米国が主導し、わが国
を含む11か国が共同で「破壊的な直接上昇型対衛星

（D
Direct-Ascent Anti-SATellite

A-ASAT）ミサイル実験」決議を提案したところ、国
連総会本会議にて155か国の支持を得て採択された。

同時に、誤解や誤算によるリスクを回避すべく、関係
国間の意思疎通の強化及び宇宙空間における透明性・信
頼醸成措置（T

Transparency and Confidence Building Measures
CBM）の実施の重要性を発信していくこ

とが必要である。

ア　米国との協力
米国とは、宇宙領域における日米防衛当局間の協力を

一層促進する観点から、2015年4月に「日米宇宙協力
ワーキンググループ」（S

Space Cooperation Working Group
CWG）（審議官級）を設置し、

宇宙政策及び戦略にかかる連携、SDA情報共有や教育
を含む日米宇宙運用部隊間の協力、低軌道衛星コンステ
レーションにかかる議論など、宇宙協力について幅広く
議論してきている。SCWGはこれまでに8回、直近では
2022年5月に開催している。

また、日米政府間では、「宇宙に関する包括的日米宇宙
対話」（C
Comprehensive Space Dialogue

SD）を、日米安全保障担当局間では「安全保障
分野における日米宇宙協議審議官級会合」（S

Space Security Dialogue
SD）を開

催し、防衛省も参加して、両国の宇宙政策に関する情報
交換や今後の協力に関する議論を行っている。

直近のハイレベル交流に関しては、2022年10月にレ
イモンド米宇宙軍作戦部長が浜田防衛大臣への表敬を行
い、宇宙空間の安定的な利用の確保の重要性やSDAを
含めた協力について意見交換を行い、宇宙領域における
日米同盟のさらなる強化に向けて協力を加速させていく
ことで一致した。また、2023年1月の日米「2＋2」で
は、宇宙への、宇宙からのまたは宇宙における攻撃が、
同盟の安全に対する明確な挑戦であると考え、一定の場
合には、当該攻撃が、日米安全保障条約第5条の発動に
つながることがあり得ることを確認した。

運用面では、空自がSSAシステムを効果的に運用する
ためには米国との連携が不可欠であることから、米国と
の情報共有の具体化を進めている。また、米軍が主催す
る宇宙安全保障に関する多国間机上演習「シュリーバー
演習」（Schriever Wargame）及び宇宙状況監視多国間
机上演習「グローバル・センチネル」（Global Sentinel）
への参加を継続し、多国間における宇宙空間の脅威認識
の共有、SDAにかかる協力や宇宙システムの機能保証
にかかる知見の蓄積に努めているほか、米国宇宙コマン
ド多国間宇宙調整所（M

Multinational Space Collaboration Office
SC）に自衛官を派遣している。

イ　同志国などとの協力
同志国とは、協議や情報共有及び多国間演習への参加

を通じ、防衛当局間の関係強化、SDA情報にかかる協力、
宇宙運用部隊間協力など様々な分野で連携・協力を図っ
ている。

オーストラリアとは、日豪防衛当局間の宇宙協力にか
かる協議（課長級）を2021年5月から行っている。また、
2022年11月には日豪防衛宇宙パートナーシップに関
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する趣意書（Letter of Intent Concerning a Defence 
Space Partnership）を結び、これを受けて宇宙協力の
深化を図っている。さらに、宇宙運用部隊間の具体的な
協力について議論するために宇宙ワーキンググループ

（S
Space Working Group
WG）を設置した。
フランスとは、2021年12月から日仏防衛当局間の宇

宙協力にかかる協議（課長級）を行っており、自衛隊に
よる仏航空・宇宙軍主催の多国間宇宙演習（ASTERX）
への参加を含む部隊間交流の促進、宇宙作戦群と仏宇宙
コマンドとの連携強化、SDAにかかる情報共有態勢強
化などについて調整を進めている。また、日仏政府間で
は日仏包括的宇宙対話を実施しており、防衛省も参加し
ている。

19	 サイバーセキュリティ基本法の成立に伴い、2015年1月に、内閣官房情報セキュリティセンター（NISC：National	Information	Security	Center）から、
内閣サイバーセキュリティセンター（NISC：National	center	of	Incident	readiness	and	Strategy	for	Cybersecurity）に改組された。

英国とは、2022年8月から日英防衛当局間の宇宙協
議を開催しており、宇宙政策及び戦略にかかる連携、宇
宙運用部隊間の協力及び交流の推進、SDAにかかる情
報共有などについて調整を進めている。

ドイツとは、これまで部隊間で宇宙協力にかかる専門
家会議を行っており、宇宙運用部隊間協力の深化に向け
たSWGを開催し、連携を図っていく。

カナダとは、2023年3月に日加宇宙部隊間の机上演
習を初めて開催し、宇宙運用部隊間の協力の促進及び情
報共有にかかる協力を推進していく。

日EU間では、日EU宇宙政策対話を、また、日インド
政府間では、日インド宇宙対話を開催しており、いずれ
にも防衛省から参加している。

	 55	 サイバー領域での対応
サイバー領域においては、諸外国や関係省庁及び民間

事業者との連携により、平素から有事までのあらゆる段
階において、情報収集及び共有を図るとともに、わが国
全体としてのサイバー安全保障分野での対応能力の強化
を図ることが重要である。

政府全体において、サイバー安全保障分野の政策が一
元的に総合調整されていくことを踏まえ、防衛省・自衛
隊においては、自らのサイバーセキュリティのレベルを
高めつつ、関係省庁、重要インフラ事業者及び防衛産業
との連携強化に資する取組を推進することとする。

Ⅰ部4章3節（サイバー領域をめぐる動向）

1　政府全体としての取組など
増大するサイバーセキュリティに対する脅威に対応す

るため、2014年11月、サイバーセキュリティに関する

施策を総合的かつ効果的に推進し、わが国の安全保障な
どに寄与することを目的とした「サイバーセキュリティ
基本法」が成立した。

同法に基づき、2015年1月には、内閣にサイバーセ
キュリティ戦略本部が、内閣官房に内閣サイバーセキュ
リティセンター（N
National center of Incident readiness and Strategy for Cybersecurity

ISC）19が設置され、サイバーセキュ
リティにかかる政策の企画・立案・推進と、政府機関、
重要インフラなどにおける重大なサイバーセキュリティ
インシデント対策・対応の司令塔機能を担うこととされ
た。

また、2021年9月に策定された現行の「サイバーセ
キュリティ戦略」においては、「自由、公正、かつ安全な
サイバー空間」を確保するため、安全保障の観点からの
取組強化など3つの方向性に基づき、各施策を推進する
こととされている。

 参照

資料：防衛省・自衛隊の『ここが知りたい！』　自衛隊のサイバー攻撃への対応について
URL：https://www.mod.go.jp/j/press/shiritai/cyber/index.html

資料：サイバーセキュリティに関する注意喚起
URL：https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/cyber/index.html
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2　防衛省・自衛隊の取組
サイバー領域は、国民生活にとっての基幹インフラで

あるとともに、わが国の防衛にとっても領域横断作戦を
遂行する上で死活的に重要である。

防衛省・自衛隊は、能動的サイバー防御を含むサイ
バー安全保障分野における政府全体での取組と連携して
いく。その際、重要なシステムなどを中心に常時継続的
にリスク管理を実施する態勢に移行し、これに対応する
サイバー要員を大幅増強するとともに、特に高度なスキ
ルを有する外部人材を活用することにより、高度なサイ
バーセキュリティを実現する。高いサイバーセキュリ
ティの能力により、あらゆるサイバー脅威から自ら防護
するとともに、その能力を活かしてわが国全体のサイ
バーセキュリティの強化に取り組んでいくこととする。

このため、2027年度までに、サイバー攻撃20状況下に
おいても、指揮統制能力及び優先度の高い装備品システ

20	 情報通信ネットワークや情報システムなどの悪用により、サイバー空間を経由して行われる不正侵入、情報の窃取、改ざんや破壊、情報システムの作動停
止や誤作動、不正プログラムの実行やDDoS攻撃（分散サービス不能攻撃）など

ムを保全できる態勢を確立し、また防衛産業のサイバー
防衛を下支えできる態勢を確立する。

今後、おおむね10年後までに、サイバー攻撃状況下に
おいても、指揮統制能力、戦力発揮能力、作戦基盤を保
全し任務が遂行できる態勢を確立しつつ、自衛隊以外へ
のサイバーセキュリティを支援できる態勢を強化するこ
ととしている。

図表Ⅲ-1-4-11（防衛省・自衛隊におけるサイバー
攻撃対処のための総合的施策）、資料19（防衛省のサ
イバーセキュリティに関する近年の取組）

（1）サイバーセキュリティ確保のための態勢整
備

ア　サイバー専門部隊の体制強化
2022年3月、共同の部隊として自衛隊サイバー防衛

隊が新編され、サイバー攻撃などへの対処のほか、陸海
空自衛隊のサイバー専門部隊に対する訓練支援や防衛

 参照

図表Ⅲ-1-4-11 防衛省・自衛隊におけるサイバー攻撃対処のための総合的施策

サイバー専門部隊の体制拡充
・自衛隊サイバー防衛隊をはじめ、陸海空のサイバー専門部隊

を拡充（約4,000人体制）
・システム調達や整備などサイバー関連業務に従事する隊員の

「サイバー要員化」を推進
（上記と合わせて約20,000人体制）

民間人材の活用
・サイバーセキュリティ統括アドバイザーの採用
・サイバー技能を有する予備自衛官補などの活用
・新たな自衛官制度の整備
・官民人事交流の活用

体制

セキュリティ
強化

連携

民間部門などとの連携
・サイバー関連の知見や技術を持つ政府機関や民間の重要イ

ンフラ事業者などとの連携強化に資する取組みを推進

米国をはじめとする諸外国との連携
・日米サイバー防衛政策ワーキンググループ（CDPWG）の

開催
・オーストラリア、英、ドイツ、フランス、NATO、ASEAN

などとのサイバー協議・訓練や能力
構築支援の実施

防衛省・自衛隊の
取組

最新のアーキテクチャの導入
・米国基準と同等基準のセキュリティ対策の実施

（リスク管理枠組み（RMF※）の導入）
※Risk Management Framework

・全てのアクセスに対する検証を行う「ゼロトラスト」概念を導入

装備品や施設インフラを含めたセキュリティ対策
・サイバー防護分析装置・基地インフラセキュリティ監視装置の

整備

防衛産業のサイバーセキュリティを強化
・予算措置により防衛産業サイバーセキュリティ基準を満たすた

めの各企業の取組を推進

部内教育の拡充
・陸自通信学校を陸自システム通信・サイバー学校（仮称）に

改編
・陸自高等工科学校、防衛大学校や陸海空自衛隊の学校などに

おけるサイバー教育を拡充
・ITリテラシー教育などによるサイバー要員の裾野の拡大

部外教育の活用
・国内外の大学などの部外教育機関への留学などの実施

研究機能の強化
・防衛研究所にサイバー安全保障研究室を設置

教育
＆
研究
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省・自衛隊の共通ネットワークである防衛情報通信基盤
（D

Defense Information Infrastructure 
II）21の管理・運用などを実施している。2023年度以

降も、自衛隊サイバー防衛隊をはじめ陸海空自衛隊のサ
イバー専門部隊の体制を拡充していくほか、サイバー要
員化を推進する。また、整備計画局情報通信課を改編し

「サイバー企画課（仮称）」と大臣官房参事官を新設、防
衛研究所に「サイバー安全保障研究室」を新設するなど
サイバー政策の企画立案機能も強化していく。
イ　リスク管理枠組み（R

Risk Management Framework
MF）の導入

サイバー領域における脅威は日々高度化・巧妙化して
いることから、情報システムのセキュリティ対策につい
ても、一過性の「リスク排除」から継続的な「リスク管
理」へ考え方を転換し、情報システムの運用管理後も常
時継続的にリスクを分析・評価し、必要なセキュリティ
対策を実施するRMFを2023年度から実施していく。
ウ　情報システムの防護

日々高度化・複雑化する最新のサイバー攻撃の脅威に
対して適切に対応していくためには、情報システムの防
護態勢を強化していくことが必要である。そのため、自
衛隊のシステムを統合・共通化したクラウドを整備し、
一元的なサイバーセキュリティ対策を実施するほか、装
備品システムや施設インフラシステムの防護態勢を強化
するとともに、ネットワーク内部に脅威が既に侵入して
いる前提で内部の潜在的脅威を継続的に探索・検出する
スレットハンティング機能の強化などを進めていく。

（2）民間企業や諸外国との連携
サイバー攻撃に対して、迅速かつ的確に対応するため

には、民間部門との協力、同盟国などとの戦略対話や共
同訓練などを通じ、サイバーセキュリティにかかる最新
のリスク、対応策、技術動向を常に把握しておく必要が
ある。このため、民間企業や同盟国である米国をはじめ
とする諸外国と効果的に連携していくこととしている。
ア　民間企業などとの協力

2013年7月に、サイバーセキュリティに関心の深い
防衛産業10社程度をメンバーとする「サイバーディフェ
ンス連携協議会」（C

Cyber Defense Council
DC）を設置し、防衛省がハブとな

り、防衛産業間において情報共有を実施することによ
り、情報を集約し、サイバー攻撃の全体像の把握に努め

21	 自衛隊の任務遂行に必要な情報通信基盤で、防衛省が保有する自営のマイクロ回線、通信事業者から借り上げている部外回線及び衛星回線の各種回線を
利用し、データ通信網と音声通信網を構成する全自衛隊の共通ネットワーク

ている。また、毎年1回、防衛省・自衛隊及び防衛産業
にサイバー攻撃が発生した事態などを想定した共同訓練
を実施し、防衛省・自衛隊と防衛産業双方のサイバー攻
撃対処能力向上に取り組んでいる。
イ　米国との協力

あらゆる段階における日米共同での実効的な対処を支
える基盤を強化するため、日米両国がその能力を十分に
発揮できるよう、あらゆるレベルにおける情報共有をさ
らに強化し、情報保全及びサイバーセキュリティにかか
る取組を抜本的に強化していく。

2013年10月、日米両政府は、防衛当局間の政策協議
の枠組みとして「日米サイバー防衛政策ワーキンググ
ループ」（C

Cyber Defense Policy Working Group
DPWG）を設置した。この枠組みでは、①サ

イバーに関する政策的な協議の推進、②情報共有の緊密
化、③サイバー攻撃対処を取り入れた共同訓練の推進、
④専門家の育成・確保のための協力など幅広い分野に関
する専門的・具体的な検討を行っており、8回にわたり
会合を実施している。

2015年にはガイドライン及びCDPWG共同声明が
発表され、日米政府の協力として、迅速かつ適切な情報
共有体制の構築や、自衛隊及び米軍が任務遂行上依拠す
る重要インフラの防衛などがあげられるとともに、自衛
隊及び米軍の協力として、各々のネットワーク及びシス
テムの抗たん性の確保や教育交流、共同演習の実施など
があげられた。

また、2019年4月の日米「2＋2」では、国際法がサイ
バー空間に適用されるとともに、一定の場合には、サイ
バー攻撃が日米安保条約第5条にいう武力攻撃に当たり
得ることを確認した。

さらに、日米両政府全体の枠組みである「日米サイ
バー対話」への参加や、「日米ITフォーラム」の開催な
どを通じ、米国との連携強化を一層推進している。

運用協力の面では、日米共同統合演習（実動演習）、日
米共同方面隊指揮所演習などにおいてサイバー攻撃対処
訓練を実施しており、日米共同対処能力の向上の努力を
続けている。
ウ　同志国などとの協力

サイバー領域の利用については、脅威認識の共有、サ
イバー攻撃対処に関する意見交換、多国間演習への参加
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などにより、関係国との連携・協力を強化することとし
ている。

N
North Atlantic Treaty Organization

ATOなどとの間では、防衛当局間においてサイ
バー空間を巡る諸課題について意見交換するサイバー協
議「日NATOサイバー防衛スタッフトークス」などを
行うとともに、エストニアに設置されているNATO サ
イバー防衛協力センター（C

Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence
CDCOE）が主催する「サ

イバー紛争に関する国際会議」（CyCon International 
Conference on Cyber Conflict）に参加している。
CCDCOEには、2019年3月より、防衛省から職員を派
遣している。2022年10月、CCDCOEの活動への参加
にかかる取決めへの署名手続きが完了し、防衛省は正式
に同センターの活動に参加することとなった。

このほか、オーストラリア、英国、ドイツ、フランス及
びエストニアとのサイバー協議を行っている。また、シ
ンガポール、ベトナムなどの防衛当局との間で、IT
フォーラムを実施し、サイバーセキュリティを含む情報
通信分野の取組及び技術動向に関する意見交換を行って
いるほか、サイバーセキュリティ分野の能力構築支援な
ども実施している。

自衛隊のサイバー領域の能力強化や諸外国との連携強
化を目的に、2022年4月にCCDCOEが主催する多国
間サイバー防衛演習「ロックド・シールズ2022」に日
英合同チームで参加するとともに、同年11月から12月
にかけて、オーストラリア主催の多国間サイバー訓練で
ある「サイバー・スキルズ・チャレンジ」に初めて参加
し、2023年2月には英国主催の「ディフェンス・サイ
バー・マーベル2」に初めて参加した。さらに同年2月
に は、陸 自 が 多 国 間 サ イ バ ー 防 護 競 技 会「Cyber 
KONGO 2023」を主催し、米国、オーストラリア、オラ
ンダ、ドイツ、フランス、ルーマニア、インドネシア、ベ
トナムなど計11か国の参加国とともに、サイバー領域
における能力の強化を図った。

（3）人材の育成・確保
自衛隊のサイバー防衛能力の抜本的強化を図るために

は、サイバーセキュリティに関する高度かつ幅広い知識
を保有する人材を確保していくことは喫緊の課題であ
り、教育の拡充や民間の知見の活用も含めて積極的な取
組が必要である。

このため、高度な知識や技能を修得・維持できるよう、
要員をサイバー関連部署に継続的かつ段階的に配属する

とともに、部内教育及び部外教育による育成を行ってい
る。

各自衛隊の共通教育として、サイバーセキュリティに
関する共通的かつ高度な知識を習得させるサイバー共通
教育を実施しているほか、米国防大学サイバー戦指揮官
要員課程及び米陸軍サイバー戦計画者課程への隊員派
遣、陸自高等工科学校へのシステム・サイバー専修コー
スの設置といった取組を実施している。2023年度に、
陸自通信学校を陸自システム通信・サイバー学校（仮称）
に改編し、サイバー要員を育成する教育基盤を拡充する
ほか、防衛大学校においても、サイバーに関するリテラ
シー教育の拡充などを行う。

また、2021年7月から、サイバー領域における高度な
知識・スキル及び豊富な経験・実績を有する人材を「サ
イバーセキュリティ統括アドバイザー」として採用して
いるほか、民間企業における実務経験を積んだ者を採用
する官民人事交流制度や役務契約などによる外部人材の
活用などにも取り組んでいる。2022年度から、新たにサ
イバーセキュリティの技能を持つ予備自衛官補の採用も
開始している。2022年8月には、サイバーセキュリティ
に関する専門的知見を備えた優秀な人材を発掘すること
を目的として、防衛省サイバーコンテストを実施した。

さらに、サイバーセキュリティは高度な知識をもつ専
門人材のみならず、ネットワーク・システムを利用する
すべての人員のリテラシーなくしては成立しないことか
ら、情報保証教育をはじめ、一般隊員・事務官などへの
リテラシー教育を推進している。

（4）政府全体としての取組への寄与
防衛省は、警察庁、デジタル庁、総務省、経済産業省及

多国間サイバー防護競技会「Cyber	KONGO	2023」に参加する隊員
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び外務省と並んで、サイバーセキュリティ戦略本部の構
成員として、NISCを中心とする政府横断的な取組に対
し、サイバー攻撃対処訓練への参加や人事交流、サイ
バー攻撃に関する情報提供などを行っているほか、情報

22	 政府として一体となった対応が必要となる情報セキュリティにかかる事象が発生した際に、被害拡大防止、復旧、原因調査及び再発防止のための技術的な
支援及び助言などを行うチーム

23	 電磁波を用いた攻撃の一つに、核爆発などにより、瞬時に強力な電磁波を発生させ、システムをはじめとする電子機器に過負荷をかけ、誤作動させたり破
壊したりする電磁パルス攻撃がある。このような攻撃は、防衛分野のみならず国民生活全体に影響がある可能性があり、政府全体で必要な対策を検討して
いくこととしている。

セキュリティ緊急支援チーム（C
Cyber incident Mobile Assistance Team

YMAT）22に対し要員を
派遣している。また、NISCが実施している府省庁の情
報システムの侵入耐性診断に関し、自衛隊が有する知
識・経験を活用し、連携を強化している。

	 66	 電磁波領域での対応
電磁波領域は、陸・海・空、宇宙、サイバー領域に至

るまで、活用範囲や用途が拡大し、現在の戦闘様相にお
ける攻防の最前線となっている23。このため、電磁波領
域における優勢を確保することが抑止力の強化や領域横
断作戦の実現のために極めて重要である。

電磁波領域においては、相手方からの通信妨害などの
厳しい電磁波環境の中においても、自衛隊の電子戦及び
その支援能力を有効に機能させ、相手によるこれらの作
戦遂行能力を低下させるなど、能力強化を着実に進める。
また、電磁波の管理機能を強化し、自衛隊全体でより効
率的に電磁波を活用していくこととしている。

防衛省・自衛隊としては、民生用の周波数利用と自衛
隊の指揮統制や情報収集活動などのための周波数利用を
両立させ、自衛隊が安定的かつ柔軟な電波利用を確保で

きるよう、関係省庁と緊密に連携しつつ、電磁波領域に
おける能力を強化していく。

Ⅰ部4章4節1（電磁波領域と安全保障）

1　電磁波の利用を適切に管理・調整
する機能の強化

電磁波を効果的、積極的に利用して戦闘を優位に進め
るためには、電子戦能力を向上していくとともに、電磁
波の周波数や利用状況を一元的に把握・調整し、部隊な
どに適切に周波数を割り当てる電磁波管理の態勢を整備
することが必要である。

このため、装備品の通信装置やレーダー、電子戦装置
などが使用する電磁波の状況を把握しモニター上で可視

 参照

図表Ⅲ-1-4-12 電子戦能力と電磁波管理能力のイメージ

【電子戦支援】
相手方が利用する電波などの情報を収

集、分析

？

【電子防護】
ステルス化などにより、相手の電磁波の

影響を低減・無効化

【電子攻撃】
相手方の通信機器やレーダー等に電波

を発射することなどにより、相手方の通
信などを低減・無効化

図はイメージ

電磁波の効果的・積極的な利用のため、以下の能力を強化する必要がある。
①　電磁波を効果的・積極的に利用して行う戦闘、すなわち「電子戦」の能力
②　「電子戦」能力を担保するため、戦域の電磁波の状況を把握するとともに、干渉が生じないよう部隊による電磁波の利用を適切に
管理・調整する「電磁波管理」の能力

【電磁波管理】
○戦域の電磁波の状況を把握
○自衛隊の部隊が利用する電
磁波を適切に管理・調整
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化する電磁波管理支援技術の研究を行うなど、電磁波管
理の機能強化を進めている。

図表Ⅲ-1-4-12（電子戦能力と電磁波管理能力のイ
メージ）

2　電磁波に関する情報収集・分析能
力の強化及び情報共有態勢の構築

電磁波の領域での戦闘を優位に進めるためには、平時
から有事までのあらゆる段階において、電磁波に関する
情報を収集・分析し、これを味方の部隊で適切に共有す
ることが重要である。

2023年度は、受信電波周波数範囲の拡大など能力向
上したRC-2電波情報収集機の搭載装置の取得などを実
施することとしている。

そのほか、防衛情報通信基盤（DII）を含む各自衛隊間
のシステムの連接を引き続き推進することとしている。

3　わが国への侵攻を企図する相手方
のレーダーや通信などを無力化す
るための能力の強化

平素からの情報収集・分析に基づき、レーダーや通信
など、わが国に侵攻を企図する相手方の電波利用を無力
化することは、他の領域における能力が劣勢の場合に
も、それを克服してわが国の防衛を全うするための一つ
の手段として有効である。

このため、2022年度においては、米子駐屯地（鳥取県）
などへの電子戦部隊の配備など陸自電子戦部隊の強化を
実施したほか、2023年度以降についても、陸自電子戦
部隊を強化していく。また、平素から電波情報の収集・
分析を行い、有事においては、相手の電波利用を無力化
す る 機 能 を 有 す る ネ ッ ト ワ ー ク 電 子 戦 シ ス テ ム

（N
Network Electronic Warfare System

EWS）の能力を向上させる。加えて、相手方の脅威
圏外（スタンド・オフ・レンジ）から、主に航空機への
通信・レーダー妨害を行うスタンド・オフ電子戦機の開
発を行う。

24	 このほか、防衛省・自衛隊においては、各自衛隊の情報を全国で共有するために必要となる通信網の多重化を推進するほか、電磁パルス防護の観点を踏ま
えた研究を行っている。

さらに、艦艇用リフレクタ型デコイ弾の器材取得や、
多数のドローンを活用したスウォーム（群れ）攻撃の脅
威に有効に対処する観点から、高出力マイクロ波

（H
High Power Microwave

PM）照射装置の取得・実証研究、高出力の車両搭載
型レーザー装置の運用、高出力レーザーシステムの研究
なども進めることとしている。

4　電磁波領域における妨害などに際し
て、その効果を局限する能力の強化

電磁波領域における妨害などに際してその効果を局限
し、航空優勢を確保するため、電子防護能力に優れた
F-35A戦闘機の取得を推進する。また、戦闘機運用の柔
軟性を向上させるため、電子防護能力に優れ、短距離離
陸・垂直着陸が可能なF-35B戦闘機を取得する。

5　訓練演習、人材育成
自衛隊の電磁波領域の能力強化や専門的知見を有する

隊員の育成のため、統合電磁波作戦訓練を実施するほ
か、米国の電子戦教育課程への要員派遣などを通じ、最
新の電磁波領域に関する知見の収集やノウハウの獲得を
図っている24。

2023年2月から3月にかけて、海自は米海軍との相
互運用性の向上を図るため、EP-3多用機を初めて米国
に派遣し、米海軍との電磁機動戦訓練を実施した。

 参照

ネットワーク電子戦システム（NEWS)
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	 77	 大規模テロや重要インフラに対する攻撃などへの対応

25	 殺傷力の強力な武器を保持し、わが国において破壊活動などの不法行為を行う者

1　基本的考え方
わが国が備えるべき事態は、力による一方的な現状変

更やその試み、そしてわが国への侵攻のみではない。大
規模テロやそれに伴う原子力発電所をはじめとした重要
インフラに対する攻撃は、国民の生命・身体・財産に対
する深刻な脅威であり、わが国として、国の総力をあげ
て全力で対応していく必要がある。一方、わが国は、都
市部に産業・人口・情報基盤が集中するとともに、沿岸
部に原子力発電所などの重要施設が多数存在しており、
様々な脅威から、国民と重要施設を防護することも課題
となっている。

高度に都市化・市街化が進んでいるわが国において
は、少数の人員による潜入、攻撃であっても、平和と安

全に対する重大な脅威となり得る。こうした事案には、
潜入した武装工作員25などによる不法行為や、わが国に
対する武力攻撃の一形態であるゲリラや特殊部隊による
破壊工作など、様々な態様がある。

それらの対応に当たって、防衛省・自衛隊においては、
抜本的に強化された防衛力を活用し、警察、海上保安庁、
消防、地方公共団体などの関係機関と緊密に連携して、
大規模テロや重要インフラに対する攻撃に際しては実効
的な対処を行う。

侵入者の実態や生起している事案の状況が不明な段階
においては、第一義的には警察機関が対処を実施し、防
衛省・自衛隊は情報収集、自衛隊施設の警備強化を実施
することとしている。状況が明確化し、一般の警察力で
対処が可能な場合、必要に応じ警察官の輸送、各種機材

図表Ⅲ-1-4-13 ゲリラや特殊部隊による攻撃に対処するための作戦の一例
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戦闘機
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の警察への提供などの支援を行い、一般の警察力で対処
が不可能な場合は、治安出動により対処することとして
いる。さらに、わが国に対する武力攻撃と認められる場
合には防衛出動により対処することになる。

また、弾道ミサイルによる攻撃に対してはわが国全域
を防護するイージス艦を展開させるとともに、拠点防護
のため全国各地に分散配備されている航空自衛隊の
PAC-3を、状況に応じて、機動的に移動・展開して対応
することになる。さらに、巡航ミサイルなどに対しては、
航空機、艦艇、地上アセットから発射する各種対空ミサ
イルで対応することになる。

2　ゲリラや特殊部隊による攻撃への
対処

ゲリラや特殊部隊による攻撃の態様としては、民間の
重要インフラ施設などの破壊や人員に対する襲撃、要人
暗殺などがあげられる。

ゲリラや特殊部隊による攻撃への対処にあたっては、
速やかに情報収集態勢を確立し、沿岸部での警戒監視、
重要施設の防護並びに侵入したゲリラや特殊部隊の捜索
及び撃破を重視して対応することとしている。警戒監視
による早期発見や兆候の察知に努め、必要に応じ、原子
力発電所などの重要施設の防護のために部隊を配置し、
早期に防護態勢を確立することとしている。そのうえで、
ゲリラや特殊部隊が領土内に潜入した場合、偵察部隊や
航空部隊などにより捜索・発見し、速やかに戦闘部隊を
展開させたうえで、これを包囲し、捕獲又は撃破するこ
とになる。

図表Ⅲ-1-4-13（ゲリラや特殊部隊による攻撃に対
処するための作戦の一例）

3　武装工作員などへの対処
（1）基本的考え方

武装工作員などによる不法行為には、警察機関が第一
義的に対処するが、自衛隊は、生起した事案の様相に応
じて対応することになる。その際、警察機関との連携が
重要であり、治安出動に関しては自衛隊と警察との連携

26	 防衛庁（当時）と国家公安委員会との間で締結された「治安出動の際における治安の維持に関する協定」（1954年に締結。2000年に全部改正）
27	 2004年には、治安出動の際における武装工作員など事案への共同対処のための指針を警察庁と共同で作成した。

要領についての基本協定26や陸自の師団などと全都道府
県警察との間での現地協定などを締結している27。

（2）防衛省・自衛隊の取組
陸自は都道府県警察との間で、全国各地で共同実動訓

練を継続して行っており、2012年以降は各地の原子力
発電所の敷地においても実施するなど、連携の強化を
図っている。

4　核・生物・化学兵器への対処
近年、大量無差別の殺傷や広範囲な地域の汚染が生じ

る核・生物・化学（N
Nuclear, Biological and Chemical

BC）兵器とその運搬手段及び関連
資器材が、テロリストや拡散懸念国などに拡散する危険
性が強く認識されている。1995年3月の東京での地下鉄
サリン事件などは、こうした兵器が使用された例である。

（1）基本的考え方
わが国でNBC兵器が使用され、これが武力攻撃に該

当する場合、防衛出動によりその排除や被災者の救援な
どを行うことになる。また、武力攻撃に該当しないが一
般の警察力で治安を維持することができない場合、治安
出動により関係機関と連携して武装勢力などの鎮圧や被
災者の救援を行うこととしている。さらに、防衛出動や
治安出動に該当しない場合であっても、災害派遣や国民
保護等派遣により、陸自の化学科部隊や衛生科部隊など
を中心に被害状況に関する情報収集、除染活動、傷病者
の搬送、医療活動などを関係機関と連携して行うことに
なる。

（2）防衛省・自衛隊の取組
防衛省・自衛隊は、NBC兵器による攻撃への対処能

力を向上するため、陸自の中央特殊武器防護隊、対特殊
武器衛生隊などを保持しているほか、化学及び衛生科部
隊の人的充実を行っている。さらに、特殊な災害に備え
て初動対処要員を指定し、速やかに出動できる態勢を維
持している。

海自及び空自においても、艦船や基地などにおける防
護器材の整備を行っている。
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	 88	 国民保護に関する取組

1　基本的考え方
2022年の度重なる北朝鮮の弾道ミサイル発射、特に

日本列島越えの弾道ミサイル発射によるJアラートによ
る情報伝達などにより、昨今、国民保護に対する関心や、
防衛省・自衛隊に対する期待が高まっている。国民保護
は防衛戦略における防衛力の抜本的強化の柱の一つであ
り、防衛省・自衛隊としても、積極的に取り組んでいく
こととしている。

2005年3月、政府は、国民保護法第32条に基づき、
国民の保護に関する基本指針（基本指針）を策定した。
この基本指針においては、武力攻撃事態の想定を、①着
上陸侵攻、②ゲリラや特殊部隊による攻撃、③弾道ミサ
イル攻撃、④航空攻撃の4つの類型に整理し、その類型
に応じた国民保護措置の実施にあたっての留意事項を定
めている。

防衛省・自衛隊としては、武力攻撃事態などにおいて
は、国民保護措置として、警察、消防、海上保安庁など
様々な関係省庁とも連携しつつ、被害状況の確認、人命
救助、住民避難の支援などの措置を実施することとして
いる。

なお、弾道ミサイルなどによる武力攻撃事態から住民
の生命及び身体を保護するため必要な機能を備えた避難
施設の整備は、被害を防止するための措置であるととも
に、弾道ミサイル攻撃などに対する抑止にもつながる観
点も踏まえ、政府で検討を行っている。

2　国民保護措置を円滑に行うための
防衛省・自衛隊の取組

（1）　国民保護のための体制の強化
国民の命を守りながらわが国への侵攻に対処するにあ

たっては、国の行政機関、地方公共団体、公共機関、民間
事業者が協力・連携して統合的に取り組む必要がある。

政府としては、武力攻撃より十分に先立って、南西地
域を含む住民の迅速な避難を実施するため、円滑な避難
に関する計画の速やかな策定、官民の輸送手段の確保、

空港・港湾などの公共インフラの整備と利用調整、様々
な種類の避難施設の確保、国際機関との連携などを行う
こととしている。また、こうした取組の実効性を高める
ため、住民避難などの各種訓練の実施と検証を行ったう
えで、国、地方公共団体、指定公共機関などの連携を推
進しつつ、制度面を含む必要な施策の検討を行うことと
している。

また、自衛隊としては、これらの施策への参画や協力
に加え、自衛隊が使用する民間船舶・航空機や自衛隊の
各種輸送アセットを利用した国民保護措置を計画的に行
えるよう調整・協力することとしているほか、国民保護
にも対応できる自衛隊の部隊の強化、予備自衛官の活用
などの各種施策を推進することとしている。

（2）地方公共団体などとの平素からの連携
防衛省・自衛隊では、陸自方面総監部や自衛隊地方協

力本部などに連絡調整を担当する部署を設置し、地方公
共団体などと平素から緊密な連携を確保している。

また、国民保護措置に関する施策を総合的に推進する
ため、都道府県や市町村に国民保護協議会が設置されて
おり、各自衛隊に所属する者や地方防衛局に所属する職
員が委員に任命されている。

さらに、地方公共団体は、退職自衛官を危機管理監な
どとして採用し、防衛省・自衛隊との連携や対処計画・
訓練の企画・実施などに活用している。

（3）国民保護訓練
国民保護措置の的確かつ迅速な実施のためには、平素

から関係機関と連携態勢を構築しておくことが必須であ
り、政府全体として武力攻撃事態などを念頭に置いた国
民保護訓練を強化することとしている。防衛省・自衛隊
は、関係省庁の協力のもと、地方公共団体などの参加も
得て訓練を主催しているほか、関係省庁や地方公共団体
が実施する国民保護訓練に積極的に参加・協力してい
る。

資料20（国民保護にかかる国と地方公共団体との共
同訓練への防衛省・自衛隊の参加状況（令和4
（2022）年度））
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武力攻撃事態などにおいて、国民の生命、身体及び
財産を保護するため、国・地方公共団体・指定公共機
関などは連携して、国民保護法に基づき必要な取組を
行うこととなっています。防衛省・自衛隊も、武力攻
撃事態などにおいては、武力攻撃を排除し、国民への
被害を局限化するという主たる任務を遂行するととも
に、防衛省・防衛装備庁国民保護計画に基づき、警察
及び消防等とも連携しつつ、被害状況の確認、人命救
助、住民避難の支援等の国民保護措置を実施すること
になります。
また、平素より、地方公共団体における国民保護計

画の作成・変更や避難実施要領のパターン作成・見直
しなどの住民避難にかかる地方公共団体の事前の検討
への協力や、国民保護措置の実施に関する国と地方公
共団体等の共同訓練に、防衛省・自衛隊も参加し、関
係省庁・地方公共団体との連携の強化に取り組んでい
ます。
弾道ミサイルなどによる武力攻撃災害から住民の

生命及び身体を保護するために必要な機能を備えた避
難施設の整備・普及は、武力攻撃事態における国民の
被害を防止するのみならず、武力攻撃の抑止という観
点からも重要です。こうした避難施設の整備について

は、内閣官房を中心に、緊急一時避難施設の指定推進
など様々な取組を行っていますが、防衛省としても、
こうした政府全体の取組とあいまって、様々な種類の
避難施設の確保を行う考えです。
2022年12月に策定した整備計画においても、わ

が国の防衛上必要な機能・能力として「機動展開能
力・国民保護」の強化に取り組むことを明記していま
す。具体的には、自衛隊の各種輸送アセットも利用し
た国民保護措置を計画的に行えるよう調整・協力する
こと、国民保護にも対応できる自衛隊の部隊の強化、
予備自衛官の活用などの各種施策の推進などが記載さ
れています。
国民保護にも対応するための部隊などの整備の具

体的な内容については今後検討していくこととなりま
すが、陸自においては、第15旅団を師団化し、南西方
面の防衛体制を強化するとともに、国民保護の実効性
向上を図ることとしています。また、民間船舶・航空
機の利用や自衛隊の各種輸送アセットの利用、予備自
衛官の活用などについても検討し、国民保護の実効性
を高める取組を実施していきます。
※	内 閣 官房国民保護ポータルサイト（https://www.
kokuminhogo.go.jp）にて、政府全体での国民保護の取組や、
避難施設の指定状況など記載されています。

国民保護共同訓練に参加する自衛隊員

国民保護と防衛省・自衛隊の取組解 説解 説
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	第5節	 情報戦への対応を含む情報力強化の取組
	 11	 情報収集・分析など機能の強化

1　軍事情報の収集
急速かつ複雑に変化する安全保障環境において、政府

が的確な意思決定を行うには、質が高く時宜に適った情
報収集・分析が不可欠である。わが国周辺における軍事
活動が活発化するなか、防衛省としては、様々な手段を
適切に活用し、隙のない情報収集体制を構築していくこ
ととしている。
防衛省・自衛隊は、平素から、各種の手段による情報

の迅速・的確な収集に努めている。具体的な情報収集の
手段としては、①わが国上空に飛来する軍事通信電波や
電子兵器の発する電波などの収集・処理・分析、②各種
画像衛星からのデータの収集・判読・分析、③艦艇・航

空機などによる警戒監視、④各種公開情報の収集・整理、
⑤各国国防機関などとの情報交換、⑥防衛駐在官などに
よる情報収集などがあげられる。
防衛省としては、防衛駐在官の派遣体制の強化に加
え、赴任国における効果的な情報収集活動などを実施す
る観点から、赴任前研修の充実・強化、キャリアパスの
確保、関連情報の蓄積をはじめ、情報サイクル自体を強
化し、防衛駐在官支援体制の向上についても取り組んで
いく。
防衛駐在官については、2022年度に、ロシアによる
ウクライナ侵略を踏まえ、欧州に関する情報収集を強化
するため、リトアニアに1名、また、宇宙分野や共同訓
練など交流が大幅に進展していることを踏まえ、カナダ

資料：防衛省・自衛隊の『ここが知りたい！』　防衛駐在官について
URL：https://www.mod.go.jp/j/press/shiritai/chuuzaikan/index.html

図表Ⅲ-1-5-1 防衛駐在官派遣状況（イメージ）

ベトナムベトナム

シンガポールシンガポール
タイタイ

韓国韓国
中国中国

パキスタンパキスタン

フィリピンフィリピン
ミャンマーミャンマー

オーストラリアオーストラリア

アメリカアメリカ

国際連合日本政府
代表部
（ニューヨーク）

国際連合日本政府
代表部
（ニューヨーク）

リトアニアリトアニア

イスラエルイスラエル

イランイラン
ヨルダンヨルダン

トルコトルコ

エジプトエジプト

イタリアイタリア

オーストリアオーストリア

オランダオランダ

スウェーデンスウェーデン
ドイツドイツ

フランスフランス
ベルギーベルギー

英国英国

ロシアロシア

クウェートクウェート

マレーシアマレーシア

カザフスタンカザフスタン

ブラジルブラジル

モロッコモロッコ
アルジェリアアルジェリア
ナイジェリアナイジェリア

ジブチジブチ
エチオピアエチオピア

ケニアケニア

南アフリカ南アフリカ

ポーランドポーランド

モンゴルモンゴル

サウジアラビアサウジアラビア

チリチリ

フィンランドフィンランド

インドインド
インドネシアインドネシア

スペインスペイン

ニュージーランドニュージーランド

カナダカナダ

ウクライナウクライナ

レバノンレバノン
軍縮会議日本政府
代表部（ジュネーブ）
軍縮会議日本政府
代表部（ジュネーブ）

カタールカタール
UAEUAE

【凡例】
防衛駐在官派遣国防衛駐在官派遣国
防衛駐在官派遣国（2名）防衛駐在官派遣国（2名）

兼轄国兼轄国
防衛駐在官派遣国（3名）防衛駐在官派遣国（3名）

防衛駐在官派遣国（6名）防衛駐在官派遣国（6名）
代表部代表部 2023年4月1日現在2023年4月1日現在
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に1名を新規派遣した。2023年度には、英国及びウクラ
イナに各1名を増員するとともに、カタールに新規派遣
を計画している。

図表Ⅲ-1-5-1（防衛駐在官派遣状況（イメージ））

2　情報分析など機能の強化に向けた
取組

今後、より一層、戦闘様相が迅速化・複雑化していく
状況において、戦いを制するためには、人工知能（AI）
を含む各種手段を最大限に活用し、情報収集・分析など
の能力をさらに強化していくことを通じ、リアルタイム
で情報共有可能な体制を確立し、これまで以上に、わが
国周辺国などの意思と能力を常時継続的かつ正確に把握
する必要がある。
このため、情報の収集・整理・分析・共有・保全を実

効的に実施し、政策判断や部隊運用に資するよう、情報
本部を中心とした電波情報、画像情報、人的情報、公刊
情報などの機能別能力を強化するとともに、地理空間情
報の活用を含め統合的な分析能力を抜本的に強化してい
く。また、多様化するニーズに情報部門が的確に応えて
いくため、能力の高い情報収集・分析要員の確保・育成
を進め、採用、教育・研修、人事配置などの様々な面に
おいて着実な措置を講じ、総合的な情報収集・分析機能
を強化していく。さらに、情報関連の国内関係機関との
協力・連携を進めていくとともに、情報収集衛星により
収集した情報を自衛隊の活動により効果的に活用するた
めに必要な措置をとることとしている。

3　秘密漏えい事案を受けた取組
防衛省・自衛隊においては、従来から、秘匿性の高い

様々な情報を適切に保護するため、特定秘密保護法など
の関係法令に従い、関係省庁・部局間で連携しつつ、必
要な情報保全のための体制整備に取り組んできた。
しかしながら、海自情報業務群司令が、かつて上司で

あった秘密を取り扱う資格のない者に対して2020年3
月19日に実施した情勢ブリーフィングにおいて、特定
秘密などの情報を故意に漏らし、特定秘密保護法及び自
衛隊法第59条第1項（守秘義務）に違反したことが判明
した。
本事案は、2014年の特定秘密保護法施行以来、初の

特定秘密漏えい事案であり、わが国の防衛に必要な秘密
情報を適切に保全すべき防衛省・自衛隊において、秘密
情報の漏えいはあってはならないことである。
かかる事案が生起したことを深刻に受け止め、再発防
止に関する防衛大臣指示を発出するとともに、同様の秘
密漏えい事案を根絶し、より実効性のある具体的な再発
防止策を検討するため、防衛副大臣を委員長とする「特
定秘密等漏えい事案に係る再発防止検討委員会」を設置
した。
この委員会において同様の秘密情報漏えい事案を根絶
するため、元防衛省職員との面会における対応要領な
ど、再発防止にかかるより実効性のある具体的な方策に
ついて真摯に検討を行い、その結果を取りまとめ、2023
年3月31日、防衛大臣より本事案を受けた再発防止策
として職員に対し周知徹底したところである。
今般の再発防止措置を踏まえ、防衛省・自衛隊として、
情報保全のより一層の徹底に向けて不断に取り組んでい
くこととしている。

4　情報本部
（1）情報本部の任務
情報本部は、冷戦後の安全保障環境が複雑さを増して

いる中で、高度かつ総合的な情報収集・分析を実施でき
る体制を整備するため、1997年に創設された防衛省の中
央情報機関であり、わが国最大の情報機関である。電波
情報、画像・地理情報、公開情報などを収集し、国際・軍
事情勢など、極めて速いスピードで変化しているわが国
を取り巻く安全保障環境にかかわる分析を行っている。
また、情報本部は、防衛戦略において、情報の収集・
分析に加え、わが国防衛における情報戦対応の中心的な
役割を担うとされ、国際軍事情勢などに関する情報収
集・分析・発信能力を抜本的に強化していくこととして
いる。

（2）情報本部の活動
情報本部は、陸・海・空の自衛官と事務官・技官（語
学系、技術系、行政・一般事務）からなる組織であり、自
衛官は各自衛隊の部隊などにおける経験に基づく知見
を、事務官・技官は語学、技術などの専門的な知識を駆
使し、一丸となって業務に従事している。
具体的には、刻々と変化する国際情勢について、電波
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情報、画像情報、公開情報（新聞、インターネットなど）、
関係者との意見交換などからもたらされる交換情報と
いった、様々な情報源から得た情報に基づき、軍事的、
政治的、経済的要因を含む様々な観点から総合的な分析
を実施している。
また、情報本部では、宇宙・サイバー・電磁波といっ

た領域における情報収集・分析機能を強化しており、例
えば、サイバー空間における脅威の動向について、公開
情報の収集や諸外国との情報交換など、必要な情報の収

集・分析を行っている。加えて、諸外国の経済安全保障
に関する情報収集・分析体制の強化のため、2022年度
に要員を増員した。
情報本部の情報業務の成果は、分析プロダクトとし
て、内閣総理大臣、防衛大臣、内閣官房国家安全保障局、
内閣情報調査室や陸海空自の各部隊に対して適時適切に
提供され、政策判断や部隊運用を支えている。また、関
係省庁や諸外国カウンターパートとの情報交流も積極的
に実施している。

	 22	 認知領域を含む情報戦などへの対処

1　認知領域を含む情報戦
国際社会において、紛争が生起していない段階から、

偽情報や戦略的な情報発信などを用いて他国の世論・意
思決定に影響を及ぼすとともに、自らの意思決定への影
響を局限することで、自らに有利な安全保障環境の構築
を企図する情報戦に重点が置かれている状況を踏まえ、
わが国として認知領域を含む情報戦に確実に対処できる
体制・態勢を構築することとしている。

Ⅰ部4章1節4項（情報関連技術の広まりと情報戦）

2　防衛省・自衛隊の取組
厳しさを増す安全保障環境やIT技術を含む技術革新

の急速な進展などに伴い、認知領域を含め新たな「戦い
方」に対応していくことが重要である。
特に、ロシアによるウクライナ侵略の状況を踏まえれ

ば、わが国防衛の観点から、偽情報の見破りや分析、そ
して迅速かつ適切な情報発信などを肝とした認知領域を
含む情報戦への対応が急務である。
国際社会においては情報戦との名のもと、様々な行為

が行われていることを踏まえ、国内外における信頼性を
確保するうえで、わが国防衛の観点から実施する情報戦
対応の外縁について明示することが重要である。
具体的には、認知領域を含む情報戦とは、わが国防衛

の観点から、有事はもとより、現段階から、①情報機能
を強化することで、多様な情報収集能力を獲得しつつ、
②諸外国による偽情報の流布をはじめとしたあらゆる脅
威に関して、その真偽や意図などを見極め、様々な手段
で無力化などの対処を行うとともに、③同盟国・同志国

などとの連携のもと、あらゆる機会を捉え、適切な情報
を迅速かつ戦略的に発信するといった手段を通じて、わ
が国の意思決定を防護しつつ、力による一方的な現状変
更を抑止・対処し、より望ましい安全保障環境を構築す
ることをいうものとする。なお、わが国の信頼を毀損す
る取組（SNSなどを介した偽情報の流布、世論操作、謀
略など）は実施しない。
防衛省においては、このような情報戦対応の中核を情
報本部が担うこととし、防衛省全体として、2027年ま
でに認知領域を含む情報戦に確実に対処可能な情報能力
を整備することとしている。具体的には、諸外国の動向
の常時継続的な収集（多様な情報収集能力の確保など）、
諸外国による情報発信などに関する真偽の見極め（プロ
パガンダや偽情報などの検知、偽情報などのファクト・
チェック）、あらゆる機会を捉えた、わが国に有利な環境
の構築（戦略的・情報通信基盤の維持・情報保全など）
を実施する。
情報戦対応の中核を担う情報本部においては、
・・　情報収集・分析・発信に関する体制の強化
・・　各国などの動向に関する情報を常時継続的に収集・
分析することが可能となる人工知能（AI）を活用した
公開情報の自動収集・分析機能の整備

・・　各国による情報発信の真偽を見極めるためのSNS
情報などを自動収集する機能の整備

・・　関係機関との情報交換
を行うなど、政策部門・運用部門と緊密に連携しつつ、
収集・分析・発信のあらゆる段階において必要な措置を
講じる。
さらに、陸・海・空の自衛隊の部隊などにおいても、
基幹部隊の見直しを行い、部隊を新編するなど、確固と
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した体制を整備していく考えであり、具体的には、電子
戦部隊、サイバー戦部隊などを一体的に保持すること
で、情報戦を効果的に遂行する体制を構築する。
加えて、同盟国・同志国などとの情報共有や共同訓練

などを実施していくことにより、さらなる能力の強化に
努める。
こうした各種措置のほか、防衛力の中核である自衛隊

員が偽情報に惑わされ、的確な意思決定が阻害されるこ
とのないよう、隊員一人一人が偽情報の危険性を理解
し、常日頃から物事を冷静に捉え、客観的に吟味できる
姿勢を涵養することが求められるため、教育や自己研鑽
の機会や必要な素養の習得やサイバー/メディア・リテ
ラシーの向上などの取組を通じ、情報保全体制のさらな
る強化に取り組む。

近年、インターネットを介してSNSなどのツール
が急速に普及し、誰もが、必要に応じて、数多ある情
報から“特定の情報”へ容易にアクセスし、発信する
ことができる時代になっています。

このように利便性が向上するなかで、膨大な情報が
溢れるインターネットでは、正確な情報だけではな
く、内容が事実と異なる誤情報、内容を意図的に捏造
した偽情報、特定の事物への攻撃を目的とした悪意あ
る情報などが混然一体としており、情報の利用には危
険とリスクが隣り合わせです。こうした時代において
生きる我々は、一人一人が知識や判断力を身につけ、
適切な情報の取捨選択ができるようになることが重要
です。

そして、こうした情報の中には、国の安全保障その
ものに重大なインパクトをもたらすものも存在してい
ます。例えば、ロシアによるウクライナ侵略などにお
いて、軍事手段に加えて、インターネットやメディア
を通じた偽情報の拡散などによる影響工作といった非
軍事手段が複合的に用いられています。

このように、安全保障上、日常の段階からの情報の
真偽を見極め、そして、適切に対処することが重要と
なってきています。防衛省は、今後、SNS上において
偽情報などの検知・ファクトチェックなどを行うとと
もに、偽情報などを検知した場合には、適切な対処を
迅速に行うことで、わが国の安全保障に万全を期して
いきたいと考えています。

偽情報への対応解 説解 説
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	第6節	 継戦能力を確保するための持続性・強靱性強化の取組

1	 持続性・強靱性強化のための経費は、スタンド・オフ防衛能力などの他の分野に計上されるものも含めた弾薬・誘導弾の経費として約5兆円（他の分野を
含めない経費は約2兆円）、装備品などの維持整備費・可動確保の経費として約10兆円（他の分野を含めない経費は約9兆円）、施設の強靱化のための経費
として約4兆円であり、計約19兆円である。

将来にわたりわが国を守り抜く上で、弾薬、燃料、装
備品の可動数といった現在の自衛隊の継戦能力は、必ず
しも十分ではない。こうした現実を直視し、有事におい
て自衛隊が粘り強く活動でき、また、実効的な抑止力と
なるよう、十分な継戦能力の確保・維持を図る必要があ
る。また、平素においては自衛隊員の安全を確保し、有
事においても容易に作戦能力を喪失しないよう、主要司
令部などの地下化や構造強化、施設の離隔距離確保のた
めの再配置、集約化などを実施するとともに、隊舎・宿
舎の着実な整備や老朽化対策を行う。さらに、装備品の
隠ぺい及び欺まんなどを図り、抗たん性を向上させるほ
か、気候変動の問題は、将来のエネルギーシフトへの対
応を含め、今後、防衛省・自衛隊の運用や各種計画、施
設、防衛装備品、さらにわが国を取り巻く安全保障環境
により一層の影響をもたらすことは必至であるため、こ

れに伴う各種課題に対応していく必要がある。
このため、防衛戦略では、2027年度までに弾薬の生

産能力の向上及び製造量に見合う火薬庫の確保を進め、
必要十分な弾薬を早急に保有するとともに、必要十分な
燃料所要量の確保や計画整備などを行っている装備品以
外が全て可動する体制を早急に確立することとしてい
る。また、主要な司令部の地下化、駐屯地・基地内の再
配置・集約化を進めるほか、津波などの災害に対する施
設及びインフラの強靱化を推進することとしている。

今後5年間の最優先課題の1つとして、可動率向上や
弾薬・燃料確保、防衛施設の強靱化の加速を掲げており、
この持続性・強靱性強化のための経費は、整備計画が示
す今後5年間で必要な経費である約43.5兆円（契約額）
の4割1を超えている。

	 11	 弾薬の確保

1　弾薬確保の状況
自衛隊は、小銃や拳銃に使用する銃弾、戦車や火砲が

発射する砲弾、戦闘機や艦艇が使用するミサイルのほ
か、爆弾、魚雷、地雷、機雷など多種多様な弾薬を保有し
ている。

弾薬の予算額は、過去30年の間、おおむね横這いで推
移しているが、技術の高度化に伴う価格上昇などもあ
り、弾薬の確保のために、必ずしも十分な予算が確保で
きていたとは言い難い。また、防衛省からの受注減など
の影響で弾薬製造企業が撤退しており、撤退した企業の
部品を代替企業が製造したが、当初、製造期間の長期化
や製造コストの上昇が発生し、弾薬確保がさらに困難な
ものとなる事例も発生していた。

図表Ⅱ-4-3-5（装備品の維持整備費及び弾薬の整備
費の推移）

必要十分な火薬庫を設置できていないことに加え、ミ
サイルなどの大型化に伴い、また、配備している弾薬に

十分な冗長性がない地区もあり、例えば、舞鶴地区の艦
艇が任務にあたり搭載する弾薬を、佐世保地区から陸路
で輸送して対応するケースもある。

2　弾薬確保のための取組
防衛戦略では、2027年度までに、弾薬について、必要

数量が不足している状況を解消することとしており、優
先度の高いスタンド・オフ・ミサイル（12式地対艦誘
導弾能力向上型等）、弾道ミサイル防衛用迎撃ミサイル

（SM-3ブロックⅡA）、能力向上型迎撃ミサイル（PAC-
3MSE）、長距離対空ミサイル（SM-6）、03式中距離地対
艦誘導弾（改善型）能力向上型等の各種弾薬については、
必要な数量を早期に整備する。具体的には、弾薬整備費
について、前中期防期間中では約1兆円であったところ、
整備計画期間中の今後5年間では、5倍の約5兆円に増
加させる。

加えて、早期かつ安定的に弾薬を量産するために、防

 参照
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衛産業による国内製造態勢の拡充などを後押しするほ
か、弾薬の維持整備体制の強化を図る。また、弾薬の大

型化や増加する弾薬の保管所要に対応するため、火薬庫
の増設及び不用弾薬の廃棄を促進することとしている。

図表Ⅲ-1-6-1（主要な弾薬及び火薬庫の例）

	 22	 燃料などの確保
自衛隊が行う作戦に必要な燃料所要量を早期かつ安定

的に確保するため、燃料タンクの新規整備及び民間燃料
タンクの借り上げを実施することとしている。例えば、
海上自衛隊における燃料タンクの整備は、使用実績及び
既設のタンク容量などを基準に段階的に実施している
が、現状では部隊の運用に制約が生じている。このため、

艦船用燃料の不足を補完する措置として、年間を通じて
保管・受払業務に応じ得る能力を有する民間タンクを借
り上げていくこととしている。

加えて、糧食・被服の必要数量を確保することとして
いる。

 参照

図表Ⅲ-1-6-1 主要な弾薬及び火薬庫の例

96式多目的誘導弾システム

155㎜榴弾砲用弾薬

5.56㎜火器用弾薬

静粛型動力装置搭載魚雷
（イメージ）

AIM－120

ASM－3A

AAM－4B

12式魚雷

哨戒機用新空対艦誘導弾
（イメージ）

BMD用ミサイル
（SM－3ブロックⅡA）

対空ミサイル
（SM－6）

対空ミサイル
（03式中SAM（改善型））

対艦ミサイル
（12式地対艦誘導弾）

BMD用ミサイル
（PACー 3МSE）

火薬庫
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	 33	 防衛装備品の可動状況の向上

1　装備品の可動数の現状
自衛隊で使用される装備品は、耐久性よりも性能を重

視しており、民生品の使用条件よりも過酷な状況で使用
されていることから、一般的な用途に比べ、頻繁な整備
や部品交換が発生する特性をもっている。そのため、部
品交換を見越して、予備の部品を一定数保有しておく必
要がある。

一方、装備品の高度化・高性能化に伴い、部品の調達
単価と整備費用が上昇し、維持整備予算も増加させてき
ているが、必ずしも十分ではなかったことから、部品不
足による非可動が発生している。一部の装備品では、可
動状態にない同じ装備品から部品を取り出し転用する、
いわゆる「共食い整備」を実施しており、部品の取り出
しと取り付けで、通常の部品交換の2倍の整備作業が必
要となるため、現場部隊に過度な負担を強いている。

図表Ⅲ-1-6-2（装備品の可動状況の分類）

2　防衛装備品の可動数の向上
（1）部品の確保

防衛装備品の高度化・複雑化に対応しつつ、リードタ
イムを考慮した部品費と修理費の確保により、部品不足
による非可動を解消し、2027年度までに装備品の可動

数を最大化する。このため、例えば部品の需要量をAIに
より見積もる機能を補給管理システムに付加するなど、
ロジスティクスにかかるシステムの改修により、需給予
測を精緻化し、適正在庫を確保することにより自衛隊全
体として部品の効率的な分配を図ることで、部隊が部品
を受け取るまでの時間を短縮化する。また、主要な補給
倉庫を自動化・省人化、システム化された倉庫に改修を
進めることで、正確な在庫管理を可能とし、部隊のニー
ズに応じて迅速に部品を供給することとしている。

図表Ⅱ-4-3-5（装備品の維持整備費及び弾薬の整備
費の推移）

（2）部外委託の推進
可動数の増加にあたっては、限られた資源を有効に活

用するため、維持整備などの部外委託を推進するなど、
部外力を活用する。

一部の装備品においては、維持整備計画の分析や、必
要なデータ収集などを行い、検査・整備項目の削減を目
指す部外委託の取組を行っているところ、このような、
部外委託の取組の成果を活用した装備品の部隊整備や部
品修理など、より効率的な維持整備に向けた取組を一層
推進することとしている。これらの取組により、維持整
備業務に従事する隊員を中心に部隊負担を軽減しつつ、
装備品の可動数の増加を図っていくこととしている。

（3）デジタルトランスフォーメーション（DX）
の導入

各種業務を効率的に実施していくためには、最新のデ
ジタル基盤の整備などによりデジタルトランスフォー
メーション（DX）を通じて、業務のあり方を大きく変革
していく必要がある。そのうえで、後方支援分野におい
て、DXの導入を推進し、維持整備の最適化を図ること
としている。具体的には、AIを活用した補給管理システ
ムを導入するほか、部品などの在庫状況をより一層適切
に把握するため、電波を用いてICタグの情報を非接触
で読み書きする自動認証技術（R

Radio Frequency Identification
FID）や、装備品の部品

などを応急的に製造するための3Dプリンターについて、
実証試験の成果も踏まえ、その導入を図ることにより、
在庫管理などの効率化を進め、後方支援分野における維
持整備体制を最適化することとしている。

 参照

 参照

図表Ⅲ-1-6-2 装備品の可動状況の分類

装備品が本来の能力を発揮できる状態

装備品ごとに一定のサイクルで必要となる
定期整備などにより可動できない状態

部品の在庫や修理費の不足により、本来は
可動しているべき装備品の一部が一定期間
以上、非可動となっている状態

装備品の可動状況の分類

可動

非可動

整備中

部品取りされたF-2戦闘機 部品取りされたP-1のエンジン
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（4）P
Performance Based Logistics
BL2などの包括契約の拡大

2012年度から航空機を対象としたPBL契約を締結し
ていたところ、2021年度には艦船用ガスタービン機関
のPBL契約を締結するなど、航空機以外にも対象範囲を

2	 装備品の可動状況を向上させるため、装備品の検査・修理などの維持整備業務について、修理期間の短縮や一定の部品在庫の確保などを条件に加えた複数
年間の包括的契約を結ぶもの。

拡大している。効果的・効率的な維持・整備を実現する
ために費用対効果を検証しつつ、装備品の可動率向上に
つながるPBLの適用対象の拡大に取り組むこととして
いる。

	 44	 施設の強靱化
防衛力の持続性・強靱性の基盤となる自衛隊施設の十

分な機能を確保することは重要である。自衛隊施設の約
4割は旧耐震基準時代に建設されているため、平素にお
いては自衛隊員の安全を確保し、有事においても容易に
作戦能力を喪失しない施設へ変容させる必要がある。

また、継続的な部隊運用に必要な各種弾薬の取得に連
動し、火薬庫を整備する必要があるほか、自衛隊の運用
にかかる基盤などの分散や、被害を受けた際の復旧及び
代替などにより、多層的に強靱性を向上させるための各
種取組を行うこととしている。

1　火薬庫の整備
スタンド・オフ・ミサイルをはじめとした各種弾薬の

取得に連動して、必要な火薬庫を整備することとしてお
り、火薬庫の確保にあたっては、陸海空自衛隊の効率的
な協同運用、米軍の火薬庫の共同使用、弾薬の抗たん性
の確保の観点から島嶼部への分散配置を追求、促進する
こととしている。

2　自衛隊施設の抗たん性の向上
主要な装備品、司令部などを防護し、粘り強く戦う態

勢を確保するため、主要司令部などについては、地下
化・構造強化、及び電力線などにフィルターを設置する
などの電磁パルス（E

Electro Magnetic Pulse
MP）攻撃対策などを実施し、戦闘

機を分散配置するための分散パッド、アラート格納庫の
えん体化、電気や水道などのライフラインの機能を維持
するための多重化などを実施することとしている。あわ
せて、省人化を図りつつ、基地警備機能を強化すること
としている。

図表Ⅲ-1-6-3（施設の抗たん性向上策（イメージ））

3　部隊新編や新規装備品導入に必要
となる施設の整備

現整備計画期間中においても、引き続き、部隊新編や
新規装備品導入に必要となる施設の整備を行うこととし
ている。具体的には、陸自における佐賀駐屯地（仮称）新
設にかかる施設整備や海自の佐世保（崎辺東地区（仮
称））の施設整備、空自におけるF-35（A・B）受入施設
整備などを行うこととしている。

4　施設の構造強化、再配置・集約化
など

既存施設の更新に際しては、爆発物、核・生物・化学
兵器、電磁波、ゲリラ攻撃などに対する防護性能を付与
するものとし、施設の機能・重要度に応じ、構造強化や
離隔距離確保のための再配置、集約化などを老朽化対策
と合わせて実施することで、施設の機能が十分に発揮で
きるようにする。

5　災害対処拠点となる駐屯地・基地
などの機能維持・強化

大規模災害時などにおける自衛隊施設の被災による機
能低下を防ぐため、被害が想定される駐屯地・基地にお
いて、津波などの災害対策を推進することとし、具体的
には、受変電設備の高所化や出入り口の止水板の設置な
どを実施することとしている。今後、気候変動に伴う各
種課題へ適応・対応し、的確に任務・役割を果たしてい
けるよう、駐屯地・基地の施設及びインフラの強靱化な
どを進めることとしている。

 参照
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図表Ⅲ-1-6-3 施設の抗たん性向上策（イメージ）

各種脅威に対する施設の強靱化

②武力攻撃・テロ行為等
（意図ある攻撃）

①大規模自然災害
（いつくるかわからない危機）

外力に対し、防衛力全体で対抗
（部隊・装備・情報・施設）

想定される外力による
施設等の被害をシミュレーション

戦い方（シナリオ）にあわせ、
ニーズに応じた施設を順次整備

被災による防衛力（災害対処含む）の機能低下
を局限するため重要施設を優先的に整備

約23,000棟の建物の他、飛行場、港湾施設、電気・水道などのユーティリティ

③老朽化（時間的な脅威）対策に万全を期す

①②を踏まえつつ防衛力の機能維持を図るため
計画的に施設の整備（再配置・集約化等）を推進

分散パッド

ゾーニング
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	第7節	 国民の生命・身体・財産の保護に向けた取組
	 11	 大規模災害などへの対応（新型コロナウイルス感染症への対応を含む。）

1　基本的考え方
地震や台風などの大規模災害、新型コロナウイルス感

染症といった感染症危機などは、国民の生命・身体・財
産に対する深刻な脅威であり、わが国として、国の総力
をあげて全力で対応していく必要がある。
大規模災害などに際しては、警察、消防、海上保安庁、

地方公共団体などの関係機関と緊密に連携し、効果的に
人命救助、応急復旧、生活支援などを行うこととしてい
る。
大規模な災害が発生した際には、発災当初においては

被害状況が不明であることから、防衛省・自衛隊は、い
かなる被害や活動にも対応できる態勢で対応する。また、
人命救助を最優先で行いつつ、生活支援などについて
は、地方公共団体、関係省庁などの関係者と役割分担、

対応方針、活動期間及び民間企業の活用などの調整を行
うこととしている。さらに、特に地方公共団体に対する
支援については、被災直後の地方公共団体は混乱してい
ることを前提に、過去の災害派遣における教訓を踏ま
え、当初は「提案型」の支援を行い、じ後は地方公共団体
のニーズに基づく活動に移行する。その際、自衛隊の支
援を真に必要としている方々が、支援に関する情報によ
り簡単にアクセスすることができるよう、情報発信を強
化している。
また、自衛隊は、災害派遣を迅速に行うため、全国の
駐屯地などに「FAST-FORCE（ファスト・フォース）」
と呼ばれる部隊を待機させている。

Ⅱ部6章4項（災害派遣など）、図表Ⅲ-1-7-1（要請
から派遣、撤収までの流れ及び政府の対応）

 参照

人命救助にあたる隊員

資料：災害派遣について
URL：https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/saigai/index.html

資料：防衛省・自衛隊災害対策ツイッター
URL：https://twitter.com/ModJapan_saigai?ref_src=twsrc%5Etfw

養鶏場における殺処分などの支援にあたる隊員
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2　防衛省・自衛隊の対応
（1）自然災害などへの対応
ア　2022年台風第14号及び台風第15号にか
かる災害派遣
2022年9月19日、宮崎県知事から陸自に対し、台風

第14号の影響による土砂災害により安否不明となった
住民の捜索救助にかかる災害派遣要請及び給水支援にか
かる災害派遣要請があり、人命救助活動、給水支援活動
及び陸空自航空機による情報収集活動を実施した。
同年9月26日、静岡県知事から陸自に対し、台風第

15号の影響による土砂災害に伴う災害廃棄物撤去や給
水支援などにかかる災害派遣要請があり、災害廃棄物の
撤去支援活動、給水支援活動及び孤立集落の住民の避難
支援を実施した。
イ　2022年12月大雪にかかる災害派遣
2022年12月20日、新潟県知事から陸自に対し、大雪

により多数の車両の滞留が発生した国道8号及び国道
17号の一部区間における除雪支援などにかかる災害派
遣要請があり、除雪支援、滞留車両の救出、食料・水の
配布及び燃料補給を実施した。

ウ　新型コロナウイルス感染者に対する市中感
染対策にかかる災害派遣
世界的大流行（パンデミック）となった新型コロナウイ

ルス感染症は、わが国を含む国際社会の安全保障上の重
大な脅威であり、その感染拡大防止に向け、防衛省・自
衛隊は、2020年以降、総力を挙げて様々な活動を行った。
2022年4月から2023年3月末までの間、各知事から
の要請を受け離島で発生した新型コロナウイルス感染症
患者の輸送を4都県で約20名実施した。
エ　鳥インフルエンザ発生にかかる災害派遣
2022年4月から2023年3月末までの間に鳥インフル
エンザが発生した13道県（北海道、青森県、茨城県、群
馬県、千葉県、新潟県、愛知県、鳥取県、岡山県、広島県、
福岡県、宮崎県、鹿児島県）において、自衛隊は各知事か
らの災害派遣要請を受け、鳥インフルエンザの発生鶏舎
及び感染の疑いが高い発生鶏舎周辺における殺処分を実
施した。これらに対する派遣の規模は、人員延べ約
33,000名に上った。
オ　山林火災にかかる災害派遣
2022年4月から2023年3月末までの間に発生した山
林火災のうち、自治体により消火活動を実施するも鎮火
に至らなかったものについて、自衛隊は4県（青森県、

図表Ⅲ-1-7-1 要請から派遣、撤収までの流れ及び政府の対応

都道府県知事に要請を要求

直接通知
（要請を要求できない場合など）

市町村長

派遣命令 派遣命令

・招集解除命令（注2）

派遣要請

・撤収命令

災害発生

撤収要請

部隊派遣
（自主派遣）

部隊派遣

招集命令（注1）

災害等招集
即応予備自衛官
予備自衛官

災害派遣活動

部隊の撤収
招集解除（注2）

大臣又は大臣の指定する者

・都道府県知事
・海上保安庁長官
・管区海上保安本部長
・空港事務所長

特に緊急性を要し知事などの
要請を待ついとまがない場合

救援活動などにかかる緊密な連携・調整

防衛省・自衛隊

関係府省庁など

（注1）　即応予備自衛官及び予備自衛官の招集は、防衛大臣が、必要に応じて内閣総理大臣の承認を得て行う。
（注2）　防衛大臣が即応予備自衛官、予備自衛官の招集を解除することをいう。
（注3）　自然災害、原子力災害、事故災害などの緊急事態の発生に際しては、各省庁の局長級の要員からなる緊急参集チームが参集する。

さらに、激甚な災害が発生した場合は、総理などの判断により関係閣僚会議が開催され、状況に応じて、政府対策本部の設置や国家安全保障会議が開催される。

官邸危機管理センター

内閣総理大臣

・報告
・緊急参集
　チームが参集

（注3）

関係府省庁

・指示
・連絡調整
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福島県、栃木県、宮崎県）において、各県知事からの災害
派遣要請を受け、空中消火活動などを実施した。これら
に対する派遣の規模は人員延べ約1,300名、車両延べ約
140両、航空機延べ約50機に上った。

資料21（災害派遣の実績（過去5年間））

（2）救急患者の輸送
自衛隊は、医療施設が不足している離島などの救急患

者を航空機で緊急輸送（急患輸送）している。2022年度
の災害派遣総数381件のうち、317件が急患輸送であり、
南西諸島（沖縄県及び鹿児島県）や小笠原諸島（東京都）、
長崎県の離島などへの派遣が大半を占めている。

（3）海難事故への対応
2022年4月23日、第1管区海上保安本部から空自に

対し、北海道知床沖における遊覧船事故による要救助者
の捜索について災害派遣要請があり、同日受理した。同
月23日から6月1日にかけて、陸海空自の航空機や艦艇
による捜索救助活動を実施した。

（4）原子力災害への対応
防衛省・自衛隊では、原子力災害に対処するため、「自

衛隊原子力災害対処計画」を策定している。また、国、地
方公共団体及び原子力事業者が合同で実施する原子力総
合防災訓練に参加し、地方公共団体の避難計画の実効性
の確認や原子力災害緊急事態における関係機関との連携
強化を図っている。

（5）各種対処計画の策定
防衛省・自衛隊は、各種の災害に際し迅速に部隊を輸

送・展開して初動対応に万全を期すとともに、中央防災
会議で検討されている大規模地震に対応するため、防衛
省防災業務計画に基づき、自衛隊のとるべき行動の基本
的事項を定め、もって、迅速かつ組織的に災害派遣を実
施することを目的とし、各種の大規模地震対処計画を策
定している。
なお、内閣府から発表された日本海溝・千島海溝沿い

の巨大地震の被害想定及び日本海溝・千島海溝周辺海溝

1 気候変動の影響による気象災害の激甚化・頻発化、南海トラフ地震等大規模地震の切迫、高度成長期以降に集中的に整備されたインフラの老朽化を踏まえ、
防災・減災、国土強靱化の取組の加速化・深化を図る必要があり、また、国土強靱化の施策を効率的に進めるためにはデジタル技術の活用などが不可欠で
ある。このため、「激甚化する風水害や切迫する大規模地震等への対策」「予防保全型インフラメンテナンスへの転換に向けた老朽化対策の加速」「国土強靱
化に関する施策を効率的に進めるためのデジタル化等の推進」の各分野について、更なる加速化・深化を図ることとし、令和7（2025）年度までの5か年
に追加的に必要となる事業規模等を定め、重点的・集中的に対策を講ずることとしている。

型地震防災対策推進基本計画を踏まえて、2022年度に
「自衛隊日本海溝・千島海溝周辺海溝型地震対処計画」
を策定している。

（6）地方公共団体などとの連携
災害派遣活動を円滑に行うためには、平素から地方公
共団体などと連携を強化することが重要である。このた
め、①自衛隊地方協力本部への国民保護・災害対策連絡
調整官（事務官）の設置、②自衛官の出向（東京都の防災
担当部局）及び事務官による相互交流（陸自中部方面隊と
兵庫県の間）、③地方公共団体からの要請に応じ、防災の
分野で知見のある退職自衛官の推薦などを行っている。
2023年3月末現在、全国46都道府県・455市区町村

に640人の退職自衛官が、地方公共団体の防災担当部門
などに在籍している。このような人的協力は、防衛省・
自衛隊と地方公共団体との連携を強化するうえで極めて
効果的であり、各種災害対応においてその有効性が確認
された。特に、陸自各方面総監部は地方公共団体の危機
管理監などとの交流の場を設定し、情報共有・意見交換
を行い、地方公共団体との連携強化を図っている。
また、災害の発生に際しては、各種調整を円滑にする
ため、部隊などから地方公共団体に対し、迅速な連絡員
の派遣を行っている。

（7）防災・減災、国土強靱化のための5か年加速
化対策に基づく措置

2020年12月、防災・減災、国土強靱化のための5か
年加速化対策1が閣議決定された。本対策において、防衛
省としては、防災のための重要インフラなどの機能維
持・強化の観点から、自衛隊の飛行場施設などの資機材
等対策、自衛隊のインフラ基盤強化対策及び自衛隊施設
の建物などの強化対策について、重点的かつ集中的に取
り組んでいる。

3　災害派遣に伴う各種訓練への影響
など

近年、大規模かつ長期間の災害派遣活動が増えてお
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り、災害派遣活動中に、当初予定していた訓練を行うこ
とができず、訓練計画に支障を来すこともあった。
今後は、初動における人命救助活動などに全力で対応

するとともに、各種の緊急支援などについては、地方公

共団体・関係省庁などの関係者と役割分担、対応方針、
活動期間、民間企業の活用などの調整を行い、適宜態勢
を移行し、適切な態勢・規模で活動することとしている。

	 22	 在外邦人等の保護措置及び輸送への対応

1　基本的考え方
防衛大臣は、外国での災害、騒乱その他の緊急事態に

際し、外務大臣から在外邦人等の警護、救出などの保護
措置又は輸送の依頼があった場合、外務大臣と協議をし
たうえで、自衛隊法第84条の3（在外邦人等の保護措置）
または同法第84条の4（在外邦人等の輸送）の規定に基
づき、在外邦人等の保護措置又は輸送を行うことができ
る。

2　防衛省・自衛隊の取組
在外邦人等の保護措置又は輸送を迅速かつ的確に実施

するため、自衛隊は、部隊を速やかに派遣する態勢を
とっている。具体的には、陸自ではヘリコプター部隊と
陸上輸送を担当する部隊の要員を、海自では輸送艦など
の艦艇（搭載航空機を含む）を、空自では輸送機部隊と
派遣要員をそれぞれ指定し、待機態勢を維持している。
また、これらの行動においては、陸海空自の緊密な連

携が必要となるため、平素から統合訓練などを行ってい
る。2022年8月から9月にかけて、自衛隊は関係機関と
ともに、国内において在外邦人等輸送にかかる部隊の一

連の行動及び関係機関との連携要領を訓練し、統合運用
能力の向上及び関係機関との連携強化を図った。さらに、
毎年タイで行われている多国間共同訓練「コブラ・ゴー
ルド」の機会を活用し、2023年2月から3月には、関係
省庁、在タイ日本国大使館などの協力のもと、在外邦人
等の保護措置における一連の活動を演練し、防衛省・自
衛隊と外務省との連携を強化した。
防衛省・自衛隊は、これまでに6件の在外邦人等の輸
送を実施してきた。直近では、2023年4月、2022年の
自衛隊法第84条の4の改正後初めての在外邦人等の輸
送となる、在スーダン共和国邦人等の輸送を実施した。
具体的には、同月19日、スーダン共和国の情勢にかんが
み、外務大臣から防衛大臣に対し、同国に滞在する邦人
等の輸送の実施に必要となる準備行為の要請があり、同
月20日、防衛大臣は空自輸送機のジブチ共和国までの
移動及び待機を行うための命令を発出した。これを受け、
空自航空支援集団司令官を指揮官とする「在スーダン共
和国邦人等輸送統合任務部隊」が編成され、同月21日以
降、C-130輸送機、C-2輸送機及びKC-767空中給油・
輸送機が、順次ジブチ共和国へ向け出発した。
同月23日、外務大臣から在スーダン共和国邦人等の
輸送の依頼を受け、同日、防衛大臣はスーダン共和国か
らの邦人等の輸送活動を実施するための命令を発出し、
同月24日（現地時間）、C-2輸送機1機により、在留邦人
とその家族計45名をスーダン共和国からジブチ共和国
まで輸送した。この活動を通じて、ジブチ共和国には、
C-130輸送機2機、C-2輸送機2機及びKC-767空中給
油・輸送機1機並びに約180名の隊員が派遣された。そ
の後、同月28日に外務大臣からの当該邦人等の輸送の
終結に関する依頼を受け、同日、防衛大臣が終結のため
の命令を発出した。

Ⅱ部6章3項6（在外邦人等の輸送・保護措置）、資
料22（在外邦人等の輸送実績・自衛隊による在外邦
人等の輸送の実施について（令和4年4月22日閣議
決定））

 参照
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	第8節	 平和安全法制施行後の自衛隊の活動状況など
	 11	 平和安全法制に基づく新たな任務に向けた各種準備の推進

1	 平和安全法制は、平和安全法制整備法（我が国及び国際社会の平和及び安全の確保に資するための自衛隊法等の一部を改正する法律（平成27年法律第76
号））及び国際平和支援法（国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法律（平成27年法律第77号））
から構成されており、2016年3月29日に施行された。

2016年3月に平和安全法制1が施行され、防衛省・自
衛隊は、平和安全法制に基づく様々な新たな任務につい
て、自衛隊の各部隊、及び日米など二国間あるいは多国
間の共同訓練においては関係国との調整のうえで、平和
安全法制に関する必要な訓練を実施してきた。最近では
2022年6月から8月に実施された多国間共同訓練「リ

ムパック2022」において、わが国政府が存立危機事態
の認定を行ったという前提の実動訓練に初めて参加し
た。

防衛省・自衛隊は、引き続き、こうした訓練を実施し、
平和安全法制を効果的に運用し、あらゆる事態に対応で
きるよう万全を期していくこととしている。

	 22	 米軍等の部隊の武器等防護（自衛隊法第95条の2）の警護の実績
自衛隊法第95条の2の規定に基づく米軍等の部隊の

武器等の防護として、2022年は、弾道ミサイルの警戒
を含む情報収集・警戒監視活動の機会に、米軍の艦艇に
対して自衛隊の艦艇が4回、共同訓練の機会に、米軍の
艦艇に対して自衛隊の艦艇が18回、豪軍の艦艇に対し
て自衛隊の艦艇が4回、米軍の航空機に対して自衛隊の
航空機が5回、合計31回の警護を実施した。

また、2022年11月には初めて日米豪3か国が連携し
た形で実施した。これは、日米豪共同訓練の機会に、海
自艦艇が米海軍及び豪海軍の艦艇に対して警護を実施し
たものであり、日米豪3か国の部隊間での相互運用性が
向上し、より一層緊密な連携が可能となった。

Ⅱ部6章3項7（米軍等の部隊の武器等の防護）、資
料23（米軍等の部隊の武器等防護の警護実績（自衛
隊法第95条の2関係））

日米豪共同訓練に参加する海自艦艇（右奥）（2022年11月）

	 33	 その他の取組・活動など
このほか、平和安全法制の施行を踏まえ、防衛省・自

衛隊は国際連携平和安全活動として2019年4月から多
国籍部隊・監視団（M

Multinational Force and Observers
FO）に司令部要員を派遣している。

日米物品役務相互提供協定（日米A
Acquisition and Cross-Servicing Agreement

CSA）については、
2017年4月以降、平和安全法制の成立により自衛隊か
ら米軍に対して実施可能となった物品・役務の提供につ
いても、これまでの決済手続などと同様の枠組みを適用

できるようになった。
また、米国以外にも、オーストラリア、英国、フラン

ス、カナダ及びインドとの間で平和安全法制を踏まえた
物品役務相互提供協定（ACSA）が発効している。

Ⅱ部6章5項（国際社会の平和と安定への貢献に関
する枠組み）、Ⅲ部2章2節5項（後方支援）、Ⅲ部3
章3節（国際平和協力活動への取組）

 参照

 参照

320日本の防衛

第8節平和安全法制施行後の自衛隊の活動状況など

第
1
章

わ
が
国
自
身
の
防
衛
体
制

第
Ⅲ
部

防衛2023_3-1-08.indd   320防衛2023_3-1-08.indd   320 2023/06/23   9:50:312023/06/23   9:50:31



日米安保条約に基づく日米安保体制について、防衛戦
略は、米国との同盟関係は、わが国の安全保障政策の基
軸であるとしている。わが国の防衛力の抜本的強化は、
米国の能力のより効果的な発揮にもつながり、日米同盟
の抑止力・対処力を一層強化するものとなる。日米は、
こうした共同の意思と能力を顕示することにより、グ
レーゾーンから通常戦力による侵攻、さらに核兵器の使
用に至るまでの事態の深刻化を防ぎ、力による一方的な
現状変更やその試みを抑止する。

そのうえで、わが国への侵攻が生起した場合には、日
米共同対処によりこれを阻止する。このため、日米両国
は、その戦略を整合させ、共に目標を優先付けることに
より、同盟を絶えず現代化し、共同の能力を強化する。
その際、わが国は、わが国自身の防衛力の抜本的強化を
踏まえて、日米同盟のもとで、わが国の防衛と地域の平
和及び安定のため、より大きな役割を果たしていく。

本章においては、このような防衛戦略の考えも踏まえつ
つ、日米同盟の強化に関する取組などについて説明する。

	第1節	 日米安全保障体制の概要
	 11	 日米安全保障体制の意義

1　わが国の平和と安全の確保
現在の国際社会において、国の平和、安全及び独立を

確保するためには、核兵器の使用をはじめとする様々な
態様の侵略から、軍事力による示威や恫

どう
喝
かつ

に至るまで、
あらゆる事態に対応できる隙のない防衛態勢を構築する
必要がある。

しかし、米国でさえ一国のみで自国の安全を確保する
ことは困難な状況にある。ましてや、わが国が独力でこ
のような態勢を保持することは、人口、国土、経済の観
点からも容易ではない。

このため、わが国は、民主主義、人権の尊重、法の支
配、資本主義経済といった基本的な価値観や世界の平和
と安全の維持に関する利益を共有し、経済面においても
関係が深く、かつ、強大な軍事力を有する米国との安全
保障体制を基軸として、わが国の平和、安全及び独立を
確保してきた。

具体的には、日米安保条約第5条の規定に基づき、わ
が国に対する武力攻撃があった場合、日米両国が共同し
て対処するとともに、同第6条の規定に基づき、米軍に
対してわが国の施設・区域を提供することとしている。
この米国の日本防衛義務により、仮にどこかの国がわが

日米同盟第2章

日米首脳会談（2023年5月）【首相官邸HP】日米防衛相会談（2023年1月）
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国に対して武力攻撃を企図したとしても、自衛隊のみな
らず、米国の有する強大な軍事力とも直接対決する事態
を覚悟しなければならなくなる。この結果、相手国は侵
略を行えば耐えがたい損害を被ることを明白に認識し、
わが国に対する侵略を思いとどまることになる。すなわ
ち、侵略は抑止されることになる。

わが国としては、このような米国の軍事力による抑止
力をわが国の安全保障のために有効に機能させること
で、わが国自身の防衛体制とあいまって隙のない態勢を
構築し、わが国の平和と安全を確保していく考えである。

2　わが国の周辺地域の平和と安定の
確保

日米安保条約第6条では、米軍に対するわが国の施
設・区域の提供の目的として、「日本国の安全」ととも
に、「極東における国際の平和及び安全の維持」があげら
れている。これは、わが国の安全が、極東というわが国
を含む地域の平和や安全と極めて密接な関係にあるとの
認識に基づくものである。

わが国の周辺地域には、大規模な軍事力を有する国家
などが集中し、核兵器を保有又は核開発を継続する国家
なども存在する。また、パワーバランスの変化に伴い既
存の秩序をめぐる不確実性が増しており、いわゆるグ
レーゾーン事態は、明確な兆候のないまま、より重大な
事態へと急速に発展していくリスクをはらんでいる。

こうした安全保障環境の中で、わが国に駐留する米軍
のプレゼンスは、地域における様々な安全保障上の課題
や不安定要因に起因する不測の事態の発生に対する抑止
力として機能し、わが国や米国の利益を守るのみなら
ず、地域諸国に大きな安心をもたらすことで、いわば「公
共財」としての役割を果たしている。

また、日米安保体制を基調とする日米両国間の緊密な

協力関係は、わが国の周辺地域の平和と安定にとって必
要な米国の関与を確保する基盤となっている。このよう
な体制は、韓国、オーストラリア、タイ、フィリピンなど
の地域諸国と米国の間で構築された同盟関係や、そのほ
かの国々との友好関係とあいまって、地域の平和と安定
に不可欠な役割を果たしている。

3　グローバルな課題への対応
日米安保体制は、防衛面のみならず、政治、経済、社会

などの幅広い分野における日米の包括的・総合的な友好
協力関係の基礎となっている。

日米安保体制を中核とする日米同盟関係は、わが国の
外交の基軸であり、多国間の安全保障に関する対話・協
力の推進や国連への協力など、国際社会の平和と安定へ
のわが国の積極的な取組に役立つものである。

現在、海洋・宇宙・サイバー空間の安定的利用に対す
るリスク、海賊行為、大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡
散、国際テロなど、一国での対応が困難なグローバルな
安全保障上の課題が存在しており、関係国が平素から協
力することが重要である。日米の緊密な協力関係は、わ
が国がこのような課題に効果的に対応していくうえでも
重要な役割を果たしている。

特に、自衛隊と米軍は、日米安保体制のもと、平素か
ら様々な面での協力の強化に努めている。こうした緊密
な連携は、海賊対処など各種の国際的な活動において自
衛隊と米軍が協力するうえでの基盤となっており、日米
安保体制の実効性を高めることにもつながっている。

国際社会の平和と繁栄は、わが国の平和と繁栄と密接
に結びついている。したがって、わが国が、卓越した活
動能力を有する米国と協力してグローバルな課題解決の
ための取組を進めていくことにより、わが国の平和と繁
栄はさらに確かなものとなる。

	 22	 「日米防衛協力のための指針」（ガイドラインの内容）
日米間の役割や協力などのあり方についての一般的な

大枠及び政策的な方向性を示した「日米防衛協力のため
の指針」（ガイドライン）は、1978年に策定され、1997
年及び2015年に逐次改訂されている。

2015年に改訂された現行のガイドラインは、日米両
国の役割及び任務についての一般的な大枠及び政策的な

方向性を更新するとともに、同盟を現代に適合したもの
とし、また、平時から緊急事態までのあらゆる段階にお
ける抑止力及び対処力を強化することで、より力強い同
盟とより大きな責任の共有のための戦略的な構想を明ら
かにするものである。
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図表Ⅲ-2-1-1 日米防衛協力のための指針の概要

項目 概要

第Ⅰ章　�防衛協力と�
指針の目的

　両国の役割及び任務並びに協力及び調整の在り方についての一般的な大枠及び政策的な方向性を示す。
　これにより、日米同盟の重要性についての国内外の理解を促進
　○日米両国間の安全保障及び防衛協力の強調事項
－切れ目のない、力強い、柔軟かつ実効的な日米共同の対応
－日米両政府の国家安全保障政策間の相乗効果
－政府一体となっての同盟としての取組
－地域の及び他のパートナー並びに国際機関との協力
－日米同盟のグローバルな性質

第Ⅱ章　�基本的な前提及
び考え方

A　日米安全保障条約及びその関連取極に基づく権利及び義務は変更されない。
B　指針の下での行動及び活動は国際法に合致
C�　日米の行動及び活動は各々の憲法・国内法令等に従って行われ、日本の行動及び活動は、専守防衛、非核三原則等の日本の基
本的な方針に従って行われる。

D�　指針は、立法上・予算上・行政上又はその他の措置を義務付けるものではないが、各々の具体的な政策及び措置に適切な形で
反映することが期待される。

第Ⅲ章　�強化された�
同盟内の調整

　指針のもとでの実効的な二国間協力のため、平時から緊急事態まで、日米両政府が緊密な協議並びに政策面及び運用面の的確な
調整を行うことが必要となる。このため、両政府は、新たな、平時から利用可能な同盟調整メカニズムを設置し、運用面の調整を強
化し、共同計画の策定を強化する。
A　同盟調整メカニズム
　日米両政府は、日本の平和及び安全に影響を与える状況その他の同盟としての対応を必要とする可能性があるあらゆる状況に
切れ目のない形で実効的に対処するため、同盟調整メカニズムを活用し、平時から緊急事態までのあらゆる段階において自衛隊及
び米軍により実施される活動に関連した政策面及び運用面の調整を強化する。日米両政府は、必要な手順及び基盤（施設及び情報
通信システムを含む。）を確立するとともに、定期的な訓練・演習を実施する。
B　強化された運用面の調整
　日米両政府は、運用面の調整機能の併置の重要性を認識する。自衛隊及び米軍は、緊密な情報共有、円滑な調整及び国際的な活動
を支援するための要員の交換を実施する。
C　共同計画の策定
　日米両政府は、平時において、共同計画策定メカニズムを通じ、共同計画の策定・更新を実施する。共同計画は、両政府双方の計
画に適切に反映する。

第Ⅳ章　�日本の平和及び
安全の切れ目の
ない確保

⃝�　日米両政府は、日本に対する武力攻撃を伴わない時の状況を含め、平時から緊急事態までのいかなる段階においても切れ目の
ない形で、日本の平和及び安全を確保するための措置をとる。この文脈において、パートナーとのさらなる協力を推進する。

⃝�　日米両政府は、状況の評価、情報の共有、柔軟に選択される抑止措置及び事態の緩和を目的とした行動のため、適切な場合に、
同盟調整メカニズムを活用する。また、適切な経路を通じた戦略的な情報発信を調整する。

A　平時からの協力措置
・　日米両政府は、日米同盟の抑止力及び能力を強化するための広範な分野にわたる協力を推進する。
・�　自衛隊及び米軍は、相互運用性、即応性及び警戒態勢を強化する。このため、日米両政府は、①情報収集、警戒監視及び偵察、②
防空及びミサイル防衛、③海洋安全保障、④アセット（装備品等）の防護、⑤訓練・演習、⑥後方支援、⑦施設の使用を含むが、こ
れに限られない措置をとる。

B　日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処
・�　同盟は、日本の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対処する。当該事態は、地理的に定めることはできない。この節に示
す措置は、当該事態にいまだ至っていない状況において、各々の国内法令に従ってとり得るものを含む。

・�　日米両政府は、平時からの協力的措置を継続することに加え、あらゆる手段を追求する。同盟調整メカニズムを活用しつつ、各々
の決定により、①非戦闘員を退避させるための活動、②海洋安全保障、③避難民への対応のための措置、④捜索・救難、⑤施設・区
域の警護、⑥後方支援及び⑦施設の使用を含むが、これらに限らない追加的措置をとる。

C　日本に対する武力攻撃への対処行動
　共同対処行動は、引き続き、日米間の安全保障及び防衛協力の中核的要素
1　日本に対する武力攻撃が予測される場合
　日米両政府は、必要な準備を行いつつ、武力攻撃を抑止し、事態を緩和するための措置をとる。
2　日本に対する武力攻撃が発生した場合
・　整合のとれた対処行動のための基本的な考え方
　日米両政府は、極力早期にこれを排除し、さらなる攻撃を抑止するため、適切な共同対処行動を実施する。自衛隊は防衛作戦を主
体的に実施し、米軍は自衛隊を支援・補完する。
・　作戦構想

自衛隊 米軍

空域を防衛するための作戦
日本の上空及び周辺空域を防衛するため、共同作戦を実施

航空優勢を確保しつつ、防空作戦を主体的に実施 自衛隊の作戦を支援し及び補完するための�
作戦を実施

弾道ミサイル攻撃に
対処するための作戦

日本に対する弾道ミサイル攻撃に対処するため、共同作戦を実施
日本を防衛するため、弾道ミサイル防衛作戦を�
主体的に実施

自衛隊の作戦を支援し及び補完するための�
作戦を実施

海域を防衛するための作戦

日本の周辺海域を防衛し及び海上交通の安全を確保するため、共同作戦を実施
日本における主要港湾及び海峡の防備、日本周辺
海域における艦船の防護並びにその他の関連す
る作戦を主体的に実施

自衛隊の作戦を支援し及び補完するための�
作戦を実施
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項目 概要

第Ⅳ章　�日本の平和及び
安全の切れ目の
ない確保

自衛隊 米軍

陸上攻撃に対処する
ための作戦

日本に対する陸上攻撃に対処するため、陸、海、空又は水陸両用部隊を用いて、共同作戦を�
実施
島嶼に対するものを含む陸上攻撃の阻止・排除
を主体的に実施、航空優勢を確保しつつ、防空作
戦を主体的に実施

自衛隊の作戦を支援し及び補完するための作戦を
実施

領域横断
的な作戦

日本に対する武力攻撃を排除し及びさらなる攻撃を抑止するため、領域横断的な共同作戦を実施
ISR 関係機関と協力しつつ、各々のISR態勢を強化し、情報共有を促進し及び各々のISRアセットを防護
宇宙・
サイバー 宇宙及びサイバー空間における脅威に対処するために協力

特殊作戦 特殊作戦部隊は、作戦実施中、適切に協力

打撃作戦 米軍の打撃作戦に関して、必要に応じ、支援を行
うことができる。 自衛隊を支援し補完するため、打撃力の使用を伴う。

・作戦支援活動
　作戦支援活動として、①通信電子活動、②捜索・救難、③後方支援、④施設の使用、⑤CBRN（化学・生物・放射線・核）防護を明
記
D　日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動
・�　日米両国が、米国又は第三国に対する武力攻撃に対処するため、主権の十分な尊重を含む国際法並びに各々の憲法及び国内法
に従い、武力の行使を伴う行動をとることを決定する場合であって、日本が武力攻撃を受けるに至っていないとき、日米両国は、
当該武力攻撃への対処及びさらなる攻撃の抑止において緊密に協力する。

・�　自衛隊は、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び
幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態に対処し、日本の存立を全うし、日本国民を守るため、武力の行使を
伴う適切な作戦を実施する。

・�　協力して行う作戦の例は、①アセットの防護、②捜索・救難、③海上作戦、④弾道ミサイル攻撃に対処するための作戦、⑤後方
支援である。

E　日本における大規模災害への対処における協力
・�　日本において大規模災害が発生した場合、日本は主体的に災害に対処する。自衛隊は、関係機関、地方公共団体及び民間主体と
協力しつつ、災害救援活動を実施する。米国は、自国の基準に従い、日本の活動に対し適切な支援を行う。両政府は、適切な場合
に、同盟調整メカニズムを通じて活動を調整する。

・　両政府は、情報共有を含め緊密に協力する。米軍が災害関連訓練に参加することにより相互理解が深まる。

第Ⅴ章　�地域の及び�
グローバルな平
和と安全のため
の協力

⃝�　相互の関係を深める世界において、日米両国は、アジア太平洋地域及びこれを越えた地域の平和、安全、安定及び経済的な繁栄
の基盤を提供するため、パートナーと協力しつつ、主導的な役割を果たす。

⃝�　両政府の各々が国際的な活動に参加することを決定する場合であって、適切なときは、次に示す活動において、相互にパート
ナーと緊密に協力する。

A　国際的な活動における協力
・�　両政府は、各々の判断に基づき、国際的な活動に参加する。ともに活動を行う場合、自衛隊及び米軍は、実行可能な限り最大限
協力する。

・�　一般的な協力分野は、①平和維持活動、②国際的な人道支援・災害救援、③海洋安全保障、④パートナーの能力構築支援、⑤非
戦闘員を退避させるための活動、⑥情報収集、警戒監視及び偵察、⑦訓練・演習、⑧後方支援を含む。

B　三か国及び多国間協力
　両政府は、三か国及び多国間の安全保障及び防衛協力を推進及び強化する。また、国際法及び国際的基準に基づく協力を推進す
べく、地域機関及び国際機関を強化するために協力する。

第Ⅵ章　�宇宙及び�
サイバー空間に
関する協力

A　宇宙に関する協力
・　日米両政府は、宇宙空間の責任ある、平和的かつ安全な利用のため、両政府の連携を維持・強化する。
・　日米両政府は、各々の宇宙システムの抗たん性の確保、宇宙状況監視にかかる協力を強化する。
・�　自衛隊及び米軍は、早期警戒、ISR、測位、航法及びタイミング、宇宙状況監視、気象観測、指揮、統制及び通信などにおいて引き
続き協力する。

B　サイバー空間に関する協力
・�　日米両政府は、サイバー空間における脅威及び脆弱性に関する情報を適時かつ適切に共有する。自衛隊及び米軍が任務を達成
する上で依拠する重要インフラ及びサービスを防護するために協力する。

・�　自衛隊及び米軍は、ネットワーク及びシステムの監視態勢を維持し、教育交流を行い、ネットワーク及びシステムの抗たん性
を確保し、日米両政府一体となった取組に寄与し、共同演習を実施する。

・�　日本に対するサイバー事案が発生した場合、日本は主体的に対処し、米国は適切な支援を行う。日本の安全に影響を与える深
刻なサイバー事案が発生した場合、両政府は、緊密に協議し、適切な協力行動をとり対処する。

第Ⅶ章　�日米共同の�
取組

　両政府は、二国間協力の実効性をさらに向上させるため、安全保障及び防衛協力の基盤として、次の分野を発展させ及び強化す
る。
A　防衛装備・技術協力
B　情報協力・情報保全
C　教育・研究交流

第Ⅷ章　�見直しのための
手順

　ガイドラインが変化する状況に照らして適切なものであるか否かを定期的に評価し、必要と認める場合には、両政府は、適時か
つ適切な形でこのガイドラインを更新する。
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資料24（日米防衛協力のための指針（平成27年4月
27日及び1997年9月23日）（仮訳））、資料25（日
米同盟にかかわる主な経緯）、図表Ⅲ-2-1-1（日米防
衛協力のための指針の概要）

1　日米防衛協力の強化
ガイドラインでは、わが国の平和及び安全の切れ目の

ない確保のため、平時から、情報収集・警戒監視・偵察
（ISR）活動、防空及びミサイル防衛、海洋安全保障、訓

練・演習、アセットの防護、後方支援などの措置をとる
ことや、わが国における大規模災害への対処などにおい
て日米が協力することなどが明示されている。

また、地域及びグローバルな平和と安全のため、国際
的な活動において日米が協力することや三か国及び多国
間協力を推進・強化すること、宇宙及びサイバー空間に
関して協力すること、日米協力の実効性をさらに向上さ
せるための基盤として防衛装備・技術協力や情報協力・
情報保全などの日米共同の取組を発展・強化することな
どが明示されている。

	 33	 日米間の政策協議
日米両国は、首脳・閣僚レベルをはじめ様々なレベル

で緊密に連携し、二国間のみならず、インド太平洋地域
をはじめとする国際社会全体の平和と安定及び繁栄のた
めに、多岐にわたる分野で協力関係を不断に強化・拡大
させてきた。

日米間の安全保障に関する政策協議は、通常の外交
ルートによるもののほか、日米安全保障協議委員会

（S
 Security Consultative Committee
CC）（「2＋2」）、日米安全保障高級事務レベル協議、

防衛協力小委員会など、防衛・外務の関係者などにより、
各種のレベルで緊密に行われている。中でも、防衛・外
務の閣僚級協議の枠組みである「2＋2」は、政策協議の
代表的なものであり、安全保障分野における日米協力に
かかわる問題を検討するための重要な協議機関として機
能している。

また、防衛省としては、防衛大臣と米国防長官との間で
日米防衛相会談を適宜行い、両国の防衛政策や防衛協力
について協議している。加えて、事務次官、統幕長、防衛
審議官、陸・海・空幕長をはじめとする実務レベルにおい
ても、随時協議や必要な情報の交換などを行っている。例
えば、2023年1月には、浜田防衛大臣とオースティン国
防長官との間で会談を実施したほか、同年4月には、鈴
木防衛事務次官がヒックス国防副長官及びカール国防次
官との間で協議を実施した。

このように、あらゆる機会とレベルを通じ、日米間情

報や認識を共有することは、日米間の連携をより強化・
緊密化するものであり、日米安保体制の信頼性の向上に
資するものであることから、防衛省としても主体的・積
極的に取り組んでいる。

資料26（日米協議の実績（2019年以降））、資料27
（日米安全保障協議委員会（「2＋2」）共同発表（仮
訳）（令和5年1月））、資料28（日米安全保障協議委
員会（「2＋2」）閣僚会合（概要）（令和5年1月））、
図表Ⅲ-2-1-2　（日米安全保障問題に関する日米両
国政府の関係者間の主な政策協議）、図表Ⅲ-2-1-3　
（最近行われた主な日米会談など）、2節（日米共同の
抑止力・対処力の強化）

 参照

 参照

鈴木事務次官とヒックス国防副長官との協議
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図表Ⅲ-2-1-2 日米安全保障問題に関する日米両国政府の関係者間の主な政策協議

協議の場
出席対象者

目的 根拠など
日本側 米　側

日米安全保障協議委員会
（SCC）

Security�Consultative
Committee
（「2＋2」）

外務大臣
防衛大臣

国務長官
国防長官
（注1）

日米両政府間の理解の促進に
役立ち、及び安全保障の分野にお
ける協力関係の強化に貢献するよ
うな問題で安全保障の基盤をな
し、かつ、これに関連するものにつ
いて検討

日米安保条約第4条などを根拠
とし、昭和35（1960）年1月19日
付内閣総理大臣と米国国務長官と
の往復書簡に基づき設置

日米安全保障高級事務
レベル協議
（SSC）

Security�Subcommittee

参加者は
一定していない

（注2）

参加者は
一定していない

（注2）

日米相互にとって関心のある
安全保障上の諸問題について意見
交換

日米安保条約第4条など

防衛協力小委員会
（SDC）

Subcommittee�for
Defense�Cooperation

（注3）

外務省北米局長
防衛省防衛政策局長
及び統合幕僚監部の

代表

国務次官補
国防次官補
在日米大使館
在日米軍

統合参謀本部
インド太平洋軍の代表

緊急時における自衛隊と米軍
の間の整合のとれた共同対処行動
を確保するためにとるべき指針な
ど、日米間の協力のあり方に関す
る研究協議

昭和 51（1976）年7月8日 第
16回日米安全保障協議委員会に
おいて同委員会の下部機構として
設置。その後、平成8（1996）年6
月28日の日米次官級協議におい
て改組

日米合同委員会
（JC）

Joint�Committee

外務省北米局長
防衛省地方協力局次長

など

在日米軍副司令官
在日米大使館公使

など
地位協定の実施に関して協議 地位協定第25条

（注1）　1990年12月26日以前は、駐日米国大使・太平洋軍司令官
（注2）　両国次官・局長クラスなど事務レベルの要人により適宜行われている。
（注3）　1996年6月28日の改組時、審議官・次官補代理レベルの代理会合を設置した。

図表Ⅲ-2-1-3 最近行われた主な日米会談など

年月日 会議／場所 出席者 結果概要（抄）

2022/5/4 日米防衛相会談
／ワシントン

岸防衛大臣
オースティン米国防長官

・ロシアによるウクライナ侵略は、力による一方的な現状変更であるとともに、国際秩序に対す
る深刻な挑戦であり断じて容認できないとして、これを厳しく非難。日米が連携し、ウクライナ
に対しできる限りの支援を継続していくことを確認。

・米側は、ウクライナへの支援において日本が発揮しているリーダーシップに謝意を表明。日本
側は、インド太平洋地域と欧州の安全保障は区別して考えることができない、欧州の安全保障
へのコミットメントを強化していく旨発言。

・自由で開かれたインド太平洋へのコミットメントを再確認。
・東シナ海・南シナ海における威圧的な行動など、インド太平洋地域における中国の最近の行動
について議論。インド太平洋地域における力による一方的な現状変更を許容せず、これを抑止
し、必要であれば対処するために連携を強化していくことを確認。

・米側は、尖閣諸島は日本の施政下にある領域であり、日米安全保障条約第5条が尖閣諸島に適用
されること、尖閣諸島の現状変更を試みる、または、日本の施政を損なおうとするいかなる一方
的な行動にも反対する旨を表明。

・双方は、台湾海峡の平和と安定の重要性を改めて強調。
・北朝鮮による度重なる弾道ミサイル発射や核開発等は、地域と国際社会の平和と安定に対する
深刻な脅威であり、断じて容認できないとの認識で一致。北朝鮮の挑発行動に対して、日米、日
米韓で緊密に連携していくことを確認。

・豪州、インド、東南アジア、太平洋島嶼国及び欧州諸国といった地域内外のパートナー国との防
衛協力を強化していくことで一致。

・日米同盟の抑止力・対処力の強化に向けた取組を速やかに具体化していくことで一致。
・日本側は、国家安全保障戦略等の策定を通じた、日本の防衛力の抜本的強化に対する断固たる
決意を述べ、米側は、これを歓迎する旨発言。双方の戦略を緊密な協議を通じて擦り合わせてい
くことを確認。

・米側は、日本に対する核を含めた米国の拡大抑止のコミットメントは揺るぎないものである旨
発言。日本側は、現下の国際情勢において核抑止が信頼でき、強靱なものであり続けるためのあ
らゆるレベルでの二国間の取組が従来にも増して重要である旨発言し、双方で認識を共有。

・日米防衛協力の基盤である情報保全・サイバーセキュリティの重要性を確認するとともに、そ
の強化に取り組んでいくことで一致。

・同盟の技術的優位性を確保するため、極超音速技術に対抗するための技術を含め、装備・技術
分野での協力をさらに深化させることで一致。

・普天間飛行場の辺野古移設及び馬毛島の施設整備を含む米軍再編計画のこれまでの取組を歓
迎するとともに、今後の着実な進展のため、引き続き日米で緊密に協力していくことで一致。

・日米双方が引き続き緊密に連携し、本年、本土復帰50周年を迎える沖縄の負担軽減について、
協力を一層加速させていくことの重要性を共有。
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年月日 会議／場所 出席者 結果概要（抄）

2022/5/23 日米首脳会談
／東京

岸田内閣総理大臣
バイデン米大統領

・日本側から、今回の訪日は、米国がいかなる状況にあってもインド太平洋地域にコミットし続
けることを示すものであり、心から歓迎する旨述べ、米側から、今回の訪日を通じて、米国のイ
ンド太平洋地域への揺るぎないコミットメントを示していきたい旨発言。

・ロシアによるウクライナ侵略が国際秩序の根幹を揺るがす中、法の支配に基づく自由で開かれ
た国際秩序を断固として守り抜く必要性を改めて確認。その上で、インド太平洋地域こそがグ
ローバルな平和、安全及び繁栄にとって極めて重要であるとの認識の下、「自由で開かれたイン
ド太平洋」の実現に向け、日米が国際社会を主導していくことで一致。

・ロシアによるウクライナ侵略について、引き続きG7を始めとする国際社会と緊密に連携しな
がら、対露制裁措置を講じつつウクライナ支援を進めていくことを改めて確認。国際社会の連
帯強化に向けた連携で一致。

・今回の侵略のような力による一方的な現状変更の試みをいかなる地域においても許してはな
らず、その試みには重大なコストが伴うことを明確に示していくことが重要との認識で一致。

・ウクライナ情勢がインド太平洋地域に及ぼし得る影響について議論し、最近の中露両国による
共同軍事演習等の動向を注視していくことで一致。東シナ海や南シナ海における力による一方
的な現状変更の試みや経済的威圧に強く反対し、香港情勢や新疆ウイグル自治区の人権状況を
深刻に懸念するとともに、中国をめぐる諸課題への対応に当たり、引き続き日米で緊密に連携
していくことで一致。

・台湾に関する両国の基本的な立場に変更はないことを確認し、国際社会の安全と繁栄に不可欠
な要素である台湾海峡の平和と安定の重要性を強調するとともに、両岸問題の平和的解決を促
した。

・ICBM級弾道ミサイルの発射を始めとする北朝鮮による核・ミサイル開発活動を非難。安保理
決議に沿った朝鮮半島の完全な非核化へのコミットメントを再確認し、北朝鮮に対してこれら
の決議の下での義務に従うことを求めた。安全保障協力を含む日米韓の三か国協力を一層強化
していくことで一致。

・日本側から、バイデン大統領が拉致被害者の御家族と面会することに謝意を伝えつつ、拉致問
題の即時解決に向けた全面的な理解と協力を改めて求め、バイデン大統領から、一層の支持を
得た。

・日米同盟の抑止力・対処力を早急に強化していくことで一致。米側から、日本の防衛へのコミッ
トメントが改めて表明され、今後も拡大抑止が揺るぎないものであり続けることを確保するた
め、日米間で一層緊密な意思疎通を行っていくことで一致。

・尖閣諸島に対する日本の長きにわたる施政を損なおうとするいかなる一方的な行動にも反対
することを改めて表明。

・日本側から、日本の防衛力を抜本的に強化し、その裏付けとなる防衛費の相当な増額を確保す
る決意を表明し、米側から、強い支持を得た。

2022/6/27 日米首脳会談
／エルマウ

岸田内閣総理大臣
バイデン米大統領

・日本側から、5月のバイデン大統領の訪日の意義に言及した上で、両首脳は、日米同盟の更なる
強化及び「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向け、引き続き緊密に連携していくことを
確認。

・両首脳は、7月に開催予定の閣僚級の日米経済政策協議委員会（経済版「2＋2」）の成功に向け
協力していくことで一致。

・両首脳は、ロシアによるウクライナ侵略に対し、引き続き緊密に連携していくことを確認。この
関連で、両首脳は、プライスキャップ等石油価格高騰への対応についても議論。

2022/9/14 日米防衛相会談
／ワシントン

浜田防衛大臣
オースティン米国防長官

・両閣僚は、日米同盟を取り巻く厳しい安全保障環境について幅広く意見交換。
・両閣僚は、我が国のEEZ内への着弾を含む、先月上旬の中国による弾道ミサイルの発射につい
て、日本の安全保障及び国民の安全に関わる重大な問題として強く非難。両閣僚は、改めて台湾
海峡の平和と安定の重要性を確認するとともに、両岸問題の平和的解決を促すことで一致。ま
た、両閣僚は、インド太平洋地域における力による一方的な現状変更を許容しないこと、そのた
めに緊密かつ隙のない連携を図っていくことを確認。

・両閣僚は、ロシアによるウクライナ侵略は、国際秩序の根幹を揺るがす暴挙であり、引き続き、
日米が連携し、ウクライナへの支援を継続していくことを確認。

・また、両閣僚は、北朝鮮の核・ミサイル問題に関し、先月のミサイル警戒演習「パシフィック・
ドラゴン」における日米韓共同訓練の実施を歓迎し、北朝鮮の挑発行為に対して一致して迅速
に対応できるよう、日米、日米韓の連携をさらに緊密なものにしていくことを確認。

・両閣僚は、自由で開かれたインド太平洋を維持・強化するため、地域内外のパートナー国との
協力を強化していくことで一致。

・日本側は、新たな国家安全保障戦略等の策定において、いわゆる「反撃能力」を含めたあらゆる
選択肢を検討し、日本の防衛力の抜本的強化を実現するとの決意を表明。さらに、日本側は、そ
の裏付けとなる防衛予算の相当な増額に取り組んでいることを述べた。米側は、これらの取組
に対する強い支持を表明。両閣僚は、双方の戦略の方向性が一致していることを確認し、同盟の
強化に向け、さらに緊密に擦り合わせていくことで一致。

・米側は、日本に対する核を含めた米国の拡大抑止のコミットメントは揺るぎないものである旨
を改めて発言。両閣僚は、核を含めた米国の拡大抑止が信頼でき、強靱なものであり続けるため
の取組について、閣僚レベルでも議論を深めていくことを確認。

・両閣僚は、情報収集、警戒監視及び偵察（ISR）能力の強化が、日米同盟の抑止力・対処力の強化
にとって重要であることを確認。かかる観点から、両閣僚は、米空軍無人機MQ－9の海上自衛
隊鹿屋航空基地への一時展開に向けた進捗を歓迎。日本側は、MQ－9の一時展開は、自衛隊に
おける無人機によるISR活動の深化に資する旨発言。両閣僚は、MQ－9を含む日米のアセット
が取得した情報を日米共同で分析することで一致。
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年月日 会議／場所 出席者 結果概要（抄）

2022/9/14 日米防衛相会談
／ワシントン

浜田防衛大臣
オースティン米国防長官

・両閣僚は、同盟の技術的優位性を確保するための装備技術分野での協力をさらに加速していく
ことで一致。かかる観点から、両閣僚は、極超音速技術に対抗するための技術について、共同分
析の進捗を踏まえ、要素技術・構成品レベルでの日米共同研究の検討を開始することで合意。
また両閣僚は、次期戦闘機等と連携する無人機にかかる協力、サプライチェーン強化のための
取組等を加速させることで一致。

・両閣僚は、情報保全・サイバーセキュリティが日米防衛協力の深化のために死活的に重要であ
ることで一致し、日本側は、サイバーセキュリティの抜本的強化に取り組む考えを説明。

・両閣僚は、在日米軍の安定的な駐留と日々の活動には、地域社会の理解と協力、また、米軍の安
全かつ環境に配慮した運用が重要であることを確認。また、両閣僚は、緊密な協力の下、普天間
飛行場の辺野古への移設及び馬毛島の施設整備も含め、米軍再編計画を着実に進展させていく
ことで一致。両閣僚は、沖縄をはじめとする地元の負担軽減について、引き続き取り組んでいく
ことを確認。

2022/11/13 日米首脳会談／
プノンペン

岸田内閣総理大臣
バイデン大統領

・冒頭、両首脳は、ロシアによるウクライナ侵略、北朝鮮の度重なる挑発行動、東シナ海・南シナ
海における力による一方的な現状変更の試みの継続等により、我々を取り巻く安全保障環境は
厳しさを増しているとの認識を共有。その上で、両首脳は、強固な日米関係が地域及び国際社会
の平和と安定に果たすべき役割は大きいとの認識を共有し、日米同盟の抑止力・対処力の一層
の強化を図るとともに、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた取組を推進し、地域及
び国際社会の平和と繁栄を確保すべく日米で協働していくことで一致。

・両首脳は、地域情勢について意見交換。（1）両首脳は、中国をめぐる諸課題への対応に当たり、
引き続き日米で緊密に連携していくことで一致。また、両首脳は、地域の平和と安定の重要性を
確認。（2）両首脳は、北朝鮮による前例のない頻度と態様での弾道ミサイル発射は断じて容認
できないことで一致した上で、国連安保理決議に従った北朝鮮の完全な非核化に向け、引き続
き日米、日米韓で緊密に連携していくことを確認。また、岸田総理大臣から、拉致問題の解決に
向けた米国の引き続きの理解と協力を求め、バイデン大統領から、全面的な支持を得た。（3）両
首脳は、ロシアによるウクライナ侵略について、引き続きG7を始めとする同志国と結束して、
強力な対露制裁及びウクライナ支援に取り組んでいくとともに、グローバル・サウスへの働き
かけを強化していくことで一致。また、両首脳は、ロシアによる核の脅しを深刻に懸念してお
り、断じて受け入れられず、ましてやその使用は決してあってはならないことを確認。

・日本側から、日本を取り巻く安全保障環境が一段と厳しさを増す中、本年末までに新たな国家
安全保障戦略を策定すべくプロセスを進めている旨述べ、我が国の防衛力を抜本的に強化し、
その裏付けとなる防衛費の相当な増額を確保する決意を改めて示したのに対し、米側から、力
強い支持を得た。

・両首脳は、IPEF及び経済版「2＋2」にかかる進展を歓迎するとともに、地域の経済秩序や経済
安保に対する米国の関与がますます重要となっているとの認識を共有し、米側から、戦略的観
点を踏まえ、米国の早期のTPP復帰を改めて促した。また、日本側から、米国による環境配慮車
両への優遇措置に対する我が国の考えを伝達。

・両首脳は、2023年のG7広島サミットの成功に向けて、引き続き日米で緊密に連携していくこ
とで一致。

2023/1/11

日米安全保障協
議委員会
（「2+2」）／
ワシントン

浜田防衛大臣
林外務大臣
オースティン米国防長官
ブリンケン米国務長官

・冒頭、米側から、両大臣の訪米を心から歓迎する、今般、日米「2＋2」を日米両国の戦略文書発表
直後という時宜を得た形で約2年ぶりに対面で開催することができたのは大変喜ばしい、安全
保障環境が一層厳しさを増す中で、日米同盟の重要性はかつてないほど高まっており、自由で
開かれたインド太平洋を実現するため、米国のインド太平洋地域への揺るぎないコミットメン
トを示していきたい旨発言。日本側から、双方の戦略文書を踏まえ、安全保障環境についての両
国の認識をすり合わせつつ、日米同盟の更なる深化について議論する絶好の機会である、日米
同盟を絶えず強化することに完全にコミットしており、両長官と緊密に連携していくことを心
から楽しみにしている、戦略は策定して終わるものではなく、今後、日米が連携してそれぞれの
戦略を速やかに実行していくことが重要である旨発言。

・日米双方は、それぞれの国家安全保障戦略及び国家防衛戦略の公表を歓迎し、両者のビジョン、
優先事項及び目標がかつてないほど整合していることを確認。

・日本側から、相当増額した防衛予算の下で、新たな能力の獲得や継戦能力の増強等を早期に行
い、防衛力を強化していく旨発言。これに対して米側から、同盟の抑止力・対処力を強化する重
要な取組であり、強く支持する旨発言。

・米側は、核を含むあらゆる種類の米国の能力を用いた日米安全保障条約の下での日本の防衛に
対する揺るぎないコミットメントを再確認するとともに、日米安全保障条約第5条が尖閣諸島
に適用されることを改めて確認。

・日本側から、日本は平和で安定した国際環境を能動的に創出すべく、外交・安全保障上の役割
を強化し、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を強化していく旨発言した上で、日米双
方は、下記のとおり情勢認識のすりあわせを行った。

・日米双方は、自らの利益のために国際秩序を作り変えることを目指す中国の外交政策に基づく
行動は同盟及び国際社会全体にとっての深刻な懸念であり、インド太平洋地域及び国際社会全
体における最大の戦略的挑戦であるとの見解で一致。

・また、米側は、尖閣諸島に対する日本の長きにわたる施政を損なおうとする行為を通じたもの
を含む、中国による東シナ海における力による一方的な現状変更の試みが強まっていることに
強い反対の意を改めて表明。

・日米双方は、台湾に関する両国の基本的な立場に変更はないことを認識するとともに、国際社
会の安全と繁栄に不可欠な要素である台湾海峡の平和と安定の維持の重要性を改めて表明し、
両岸問題の平和的解決を促した。
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年月日 会議／場所 出席者 結果概要（抄）

2023/1/11

日米安全保障協
議委員会
（「2+2」）／
ワシントン

浜田防衛大臣
林外務大臣
オースティン米国防長官
ブリンケン米国務長官

・日米双方は、北朝鮮による昨年来の、前例のない数の不法かつ無謀な弾道ミサイルの発射を強
く非難。日本側から、戦術核の大量生産の方針等を明らかにしている北朝鮮が核実験に踏み切
れば、過去6回の核実験とは一線を画すものである旨発言。また、拉致問題について、米側から引
き続き全面的な支援を得た。

・日米双方は、ロシアによるウクライナに対する残虐でいわれのない不当な戦争を強く非難。日
本側から、欧州とインド太平洋地域の安全保障は相互に不可分と言えるものであり、本年のG7
議長国として、ロシアへの対応及びウクライナ支援に向けた議論をリードしていく旨発言。

・日本側から、日米双方の戦略は、抑止力を強化するため、自らの防衛力を抜本的に強化し、その
ための投資も増加させること、そして同盟国や同志国等との連携強化を目指すといった点にお
いて、軌を一にしている旨発言した上で、そのような戦略の下、同盟としての抑止力・対処力を
最大化する方策について議論。

・日本側から、抜本的に強化された日本の防衛力を前提とした、日米間でのより効果的な役割・
任務の分担を実現していく必要がある旨発言した。日米双方は、起こり得るあらゆる事態に適
時かつ統合された形で対処するため、同盟調整メカニズムを通じた二国間調整を更に強化する
必要性を改めて強調。また、米側からは、日本による常設の統合司令部設置の決定を歓迎する旨
発言。

・日米双方は、米国との緊密な連携の下での、日本の反撃能力の効果的な運用に向けて、日米間で
の協力を深化させることを決定。

・日米双方は、情報収集、警戒監視及び偵察（ISR）活動並びに柔軟に選択される抑止措置（FDO）
を含む二国間協力を深化させることを決定。

・日本側から、装備・技術面での協力は、同盟の技術的優位性の確保、日本の防衛力強化の速やか
な実現の双方において重要であり、更に加速する必要がある旨発言し、米側から、技術的優位性
の確保に向け、日米で共に努力していきたい旨発言。

・日本側から、宇宙・サイバー領域における協力の深化は同盟の近代化における核となるもので
ある旨発言。日米双方は、宇宙関連能力にかかる協力の深化にコミット。その上で、日米双方は、
宇宙領域に関し、宇宙への、宇宙からの又は宇宙における攻撃が、同盟の安全に対する明確な挑
戦であると考え、一定の場合には、当該攻撃が、日米安全保障条約第5条の発動につながること
があり得ることを確認。日本側から、本件は同盟全体の抑止力強化の観点で重要な成果である
旨発言。

・日本側から、多国間協力については、同盟国・同志国のネットワークの重層的な構築・拡大を
図り、抑止力を強化していく旨発言。

・日米双方は、米国の「核態勢の見直し」の公表も踏まえ、拡大抑止を議題の1つとし、時間を割い
て突っ込んだ議論を行った。

・日米双方は、米国の拡大抑止が信頼でき、強靱なものであり続けることを確保することの決定
的な重要性を改めて確認。

・さらに、日米双方は、日米拡大抑止協議及び様々なハイレベル協議を通じ、実質的な議論を深め
ていくことで一致。

・日米双方は、地域における安全保障上の増大する課題に対処するために、日本の南西諸島の防
衛のためのものを含め、向上された運用構想及び強化された能力に基づいて同盟の戦力態勢を
最適化する必要性を確認するとともに、普天間飛行場の固定化を避けるための唯一の解決策で
ある辺野古への移設を含め、在日米軍再編を着実に推進することの重要性について一致。

・日米双方は、現下の厳しい安全保障環境を踏まえ、在日米軍の態勢見直しに関する再調整で一
致。日米双方は、厳しい競争環境に直面し、日本における米軍の前方態勢が、同盟の抑止力及び
対処力を強化するため、強化された情報収集・警戒監視・偵察能力、対艦能力及び輸送力を備
えた、より多面的な能力を有し、より強靱性があり、そして、より機動的な戦力を配置すること
で向上されるべきであることを確認。そのような政策に即して、2012年4月27日の日米安全
保障協議委員会で調整された再編の実施のための日米ロードマップは再調整され、第3海兵師
団司令部及び第12海兵連隊は沖縄に残留し、第12海兵連隊は2025年までに第12海兵沿岸連
隊に改編されることを確認。この取組は、地元の負担に最大限配慮した上で、2012年の再編計
画の基本的な原則を維持しつつ進められる。

・日本側から、厳しい安全保障環境に対応するための、在日米軍の献身的な活動への謝意を述べ
た。また、日本側から普天間飛行場代替施設の建設事業や馬毛島における施設整備が着実に進
捗していることを紹介した上で、日米双方は、在日米軍の施設及び区域の再編を支える現在行
われている事業の着実な実施並びに地元との関係の重要性を再確認し、普天間飛行場の継続的
な使用を回避するための唯一の解決策である、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣
接する水域における普天間飛行場代替施設の建設継続へのコミットメントを強調。また、馬毛
島における自衛隊施設の整備の進展及び将来の見通しを歓迎。

・日米双方は、沖縄における移設先施設の建設及び土地返還並びに2024年に開始される米海兵
隊要員の沖縄からグアムへの移転を含む、米軍再編にかかる二国間の取組を加速化させる重要
性を確認。日本側から、地元への影響に最大限配慮した安全な運用、早期の通報を含む事件・事
故での適切な対応、環境問題などについても米側に改めて要請し、日米双方は緊密に連携して
いくことを確認。

2023/1/12 日米防衛相会談
／ワシントン

浜田防衛大臣
オースティン米国防長官

・両閣僚は、日米「2＋2」を踏まえ、それぞれの新たな国家安全保障戦略及び国家防衛戦略につい
て、速やかに実行に移していくことで一致し、その具体的な取組について議論を行った。

・日本側は、新たな戦略の下、相当な増額をされる防衛予算によって、反撃能力を含めた防衛力の
抜本的強化を早期に実現する強い決意を述べた。米側は、日本の取組に対して、強い支持を表明。
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年月日 会議／場所 出席者 結果概要（抄）

2023/1/12 日米防衛相会談
／ワシントン

浜田防衛大臣
オースティン米国防長官

・両閣僚は、抜本的に強化される日本の防衛力の下での同盟の役割・任務の分担について集中的
な議論を速やかに実施させることを確認。両閣僚は、そのような議論においては、日米協力の下
での反撃能力の効果的な運用、事態の発生を抑止するための平素からの日米共同による取組、
あらゆる段階における迅速かつ効果的な日米間の調整などについて議論を深めていく必要が
あることで一致。

・米側は、日本に対する核を含めた米国の拡大抑止のコミットメントは揺るぎないものである旨
を改めて発言。両閣僚は、日米「2＋2」における議論も含め、核を含めた米国の拡大抑止がより
信頼でき、より強靱なものであり続けるための取組をさらに深化させていくことを確認。

・両閣僚は、情報収集、警戒監視及び偵察（ISR）能力強化の観点から、米空軍無人機MQ－9の鹿
屋航空基地への一時展開及び日米共同情報分析組織（BIAC）の運用開始を歓迎。

・両閣僚は、同盟の抑止力・対処力にとって技術的優位性の確保が死活的に重要であるとの認識
に立ち、装備・技術協力を加速させることで一致。その基盤を構成する枠組として、両閣僚は、
研究、開発、試験及び評価プロジェクトに関する了解覚書及びサプライチェーン協力の強化に
向けた防衛装備品等の供給の安定化に係る取決めに署名。また、両閣僚は、極超音速技術に対抗
するための技術、高出力マイクロ波及び自律型システムでの共同研究・開発に向けた議論の進
捗を歓迎。

・両閣僚は、情報保全・サイバーセキュリティが同盟の根幹であるとの認識を共有し、連携をさ
らに強化することを確認。日本側は、その抜本的強化に向けた取組を徹底していく決意を表明。

・両閣僚は、同盟の抑止力・対処力を実質的に強化することになる、日米「2＋2」で確認された米
軍の態勢の取組を実行することで合意し、これらの取組の実施に向けて協議を継続することを
確認。日本側から、沖縄の負担軽減の重要性を述べるとともに、両閣僚は、在日米軍の安定的な
駐留と日々の活動には、地域社会の理解と協力が重要であることで一致。

2023/1/13 日米首脳会談／
ワシントン

岸田内閣総理大臣
バイデン大統領

・冒頭、日本側から、2023年という新しい年を迎え、総理大臣として初めて米国・ワシントン
D.C.を訪問し、親しい友人であるバイデン大統領と会談できることを嬉しく思う旨述べたのに
対し、米側から、岸田総理大臣の訪米を歓迎する、両首脳間のパートナーシップ、そして日米同
盟はかつてなく強固である旨発言。

・日本側から、日米両国が近年で最も厳しく複雑な安全保障環境に直面している中、我が国とし
て、昨年12月に発表した新たな国家安全保障戦略等に基づき、反撃能力の保有を含む防衛力の
抜本的強化及び防衛予算の相当な増額を行っていく旨述べたのに対し、米側から、改めて全面
的な支持を得た。

・また、日本側から、同年10月に発表された米国の国家安全保障戦略を高く評価する旨述べたの
に対し、米側から、日本の防衛に対する揺るぎないコミットメントが改めて表明。その上で、両
首脳は、日米両国の国家安全保障戦略が軌を一にしていることを歓迎するとともに、日米両国
の戦略を実施するに当たって相乗効果を生み出すようにすることを含め、日米同盟の抑止力・
対処力を一層強化していくとの決意を新たにした。

・両首脳は、11日に開催された日米安全保障協議委員会（「2＋2」）でのやり取りも踏まえつつ、
安全保障分野での日米協力に関する具体的協議を更に深化させるよう指示。

・両首脳は、インド太平洋地域、とりわけ東アジアにおいて、力による一方的な現状変更の試みを
許してはならないという観点も踏まえつつ、地域情勢について意見交換を行った。

・（1）両首脳は、中国をめぐる諸課題への対応に当たり、引き続き日米で緊密に連携していくこ
とで一致。また、両首脳は、中国と共通の課題については協力していくことの重要性を確認。さ
らに、両首脳は、台湾海峡の平和と安定の重要性を強調するとともに、両岸問題の平和的解決を
促した。

・（2）両首脳は、国連安保理決議に従った北朝鮮の完全な非核化に向け、日米韓の安全保障協力
を含む地域の抑止力強化や安保理での対応において、引き続き日米、日米韓で緊密に連携して
いくことで一致。また、日本側から、拉致問題の即時解決に向けた米国の引き続きの理解と協力
を求め、米側から、改めて全面的な支持を得た。

・（3）両首脳は、ロシアによるウクライナ侵略について、引き続きG7を始めとする同志国と緊密
に連携しながら、対露制裁及びウクライナ支援を強力に推進していくことで一致。また、両首脳
は、ロシアによる核の威嚇は断じて受け入れられず、ましてやその使用は決してあってはなら
ないことを改めて確認。日本側から、G7広島サミットでは、法の支配に基づく国際秩序を守り
抜くというG7のビジョンや決意を示していく、また、インド太平洋についてもしっかり議論し
たいとの考えを説明。また、日本側から、唯一の戦争被爆国である日本の総理大臣として、バイ
デン大統領を含むG7首脳と共に、核兵器の惨禍を人類が二度と起こさないとの誓いを広島か
ら世界に向けて発信したい旨述べた上で、両首脳は、厳しい安全保障環境も踏まえつつ、「核兵
器のない世界」に向けて、日米で共に取り組んでいくことで一致。さらに、両首脳は、エネル
ギー・食料安全保障を含む世界経済、経済安全保障、そして気候変動、保健、開発といった地球
規模の課題等の分野でG7が結束して取り組むことが重要との認識で一致。両首脳は、G7広島
サミットの成功に向けて、引き続き日米で緊密に連携していくことを改めて確認。

・両首脳は、2022年は、日米経済政策協議委員会（経済版「2＋2」）やインド太平洋経済枠組み
（IPEF）の立上げ・進展が見られ、日米経済関係が戦略的な段階に押し上げられた一年であっ
たとの認識で一致。その上で、両首脳は、本年は日本がG7、米国がAPECの議長国を務める中、持
続的・包摂的な経済成長の実現及びルールに基づく自由で公正な国際経済秩序の維持・強化
に向けて、本年の経済版「2＋2」も活用しながら、日米で国際社会を主導していくことで一致。
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年月日 会議／場所 出席者 結果概要（抄）

2023/1/13 日米首脳会談／
ワシントン

岸田内閣総理大臣
バイデン大統領

・また、日本側から、米国による環境配慮車両への優遇措置に対する我が国の考えを改めて伝達。
・さらに、両首脳は、地域の経済秩序に対する米国の関与がますます重要となっているとの認識
を共有し、IPEFの交渉進展に向けて協力していくことで一致するとともに、日本側から、戦略
的観点を踏まえ、TPPについての我が国の立場を伝達。そして、両首脳は、信頼性のある自由な
データ流通（DFFT）を推進していくことで一致。

・両首脳は、経済的威圧を含む経済安全保障上の課題に対処すべく、同志国でサプライチェーン
強靱化を進めていくことで一致。

・さらに、両首脳は、エネルギー安全保障の強化に向けて取り組む重要性を共有。
・両首脳は、宇宙分野での日米協力を一層推進していくことで一致。
・両首脳は、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序へのコミットメントがかつてなく重要に
なっているとの認識を共有。

・その上で、日本側から、「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」実現に向けた取組を強化してい
く考えである旨述べたのに対し、米側から、日本側の取組への支持を得るとともに、米国の地域
に対する揺るぎないコミットメントが改めて表明。

・両首脳は、地域及び国際社会の平和と繁栄の確保に向けて、日米でFOIP実現に向けた取組を推
進していくことで一致。

・両首脳は、自由で開かれたインド太平洋と平和で繁栄した世界という共通のビジョンに根ざ
し、法の支配を含む共通の価値に導かれた、前例のない日米協力を改めて確認し、日米共同声明
を発出。

2023/5/18 日米首脳会談／
広島

岸田内閣総理大臣
バイデン米大統領

・冒頭、日本側から、本年1月の訪米以来の再会を嬉しく思う旨述べた上で、日米同盟はインド太
平洋地域の平和と安定の礎であり、日米関係は、安全保障や経済にとどまらず、あらゆる分野で
重層的な協力関係にあると述べたのに対し、米側から、日米両国は基本的価値を共有しており、
日米同盟はかつてなく強固である旨発言。

・日本側から、ディープテック分野のイノベーション及びスタートアップのエコシステムを構築
するため、「グローバル・スタートアップ・キャンパス」を東京都心（目黒・渋谷）に創設すべ
く、米国のリーディング大学の一つであるマサチューセッツ工科大学（MIT）と連携しフィージ
ビリティ・スタディを実施し、米国の協力も得つつ構想の具体化を強力に進める旨述べ、両首脳
はスタートアップ、イノベーションの分野で両国が緊密に連携することの重要性で一致。また、
両首脳は、教育・科学技術分野における日米間の協力に関する覚書が作成されることを歓迎。

・両首脳は、日米安全保障協力について意見交換を行い、1月の日米安全保障協議委員会（日米「2
＋2」）や日米首脳会談の成果を踏まえた日米同盟の抑止力・対処力の一層の強化に向けた協
力を継続していくことを改めて確認。また、両首脳は、米国の拡大抑止が日本の強化される防衛
力と相まって、日本の安全及び地域の平和と安定の確保に果たす不可欠な役割を再確認。

・米側からは、核を含むあらゆる種類の米国の能力によって裏付けられた、日米安全保障条約の
下での日本の防衛に対する米国のコミットメントが改めて表明され、両首脳は、そうした文脈
において、情勢が進展する際のあらゆる段階において二国間の十分な調整を確保する意思を改
めて確認。両首脳は、直近の日米「2＋2」や日米拡大抑止協議における、米国の拡大抑止に関す
る活発かつ突っ込んだ議論を評価し、こうした議論を一層強化していくことの重要性を改めて
確認。

・両首脳は、インド太平洋地域、とりわけ東アジアにおいて、力による一方的な現状変更の試みを
許してはならないという観点も踏まえつつ、地域情勢について意見交換を行った。

・（1）両首脳は、中国をめぐる諸課題への対応に当たり、引き続き日米で緊密に連携していくこ
とで一致。また、両首脳は、中国と共通の課題については協力していくことの重要性を確認。さ
らに、両首脳は、台湾海峡の平和と安定の重要性を強調するとともに、両岸問題の平和的解決を
促した。

・（2）日本側から、今月上旬の訪韓に触れつつ、日韓関係を更に進展させていく旨述べたのに対
し、米側から、日韓関係の改善を歓迎する旨発言。両首脳は、国連安保理決議に従った北朝鮮の
完全な非核化に向け、日米韓の安全保障協力を含む地域の抑止力強化や安保理での対応におい
て、引き続き日米、日米韓で緊密に連携していくことで一致。また、日本側から、拉致問題の即時
解決に向けた米国の引き続きの理解と協力を求め、米側から、改めて全面的な支持を得た。

・（3）両首脳は、ロシアによるウクライナ侵略について、引き続きG7を始めとする同志国と緊密
に連携しながら、厳しい対露制裁と強力なウクライナ支援を継続していくことで一致。

・（4）両首脳は、いわゆるグローバル・サウスへの関与や支援の重要性を確認。
・両首脳は、19日から行われるG7広島サミットに向け、国際社会や地域の課題に対するG7の揺
るぎない結束を世界に示すべく、日米でも緊密に連携していくことで一致。

・両首脳は、地域の経済秩序に対する米国の関与がますます重要となっているとの認識を共有
し、IPEFについても意見交換するとともに、日本側から、環太平洋パートナーシップに関する
包括的及び先進的な協定（CPTPP）についての我が国の考えと取組を伝達。

・両首脳は、重要技術の育成・保護の重要性に関する認識を共有し、量子及び半導体分野におけ
る日米間の大学及び企業間でのパートナーシップ締結が予定されていることを歓迎するとと
もに、バイオやAIといった分野にも協力を広げていくことで一致。さらに、両首脳は、エネル
ギー安全保障の強化に向けて取り組む重要性を共有。また、日米経済政策協議委員会（経済版「2
＋2」）において、経済安全保障の協力を具体化させることで一致。
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	第2節	 日米共同の抑止力・対処力の強化
わが国の防衛戦略と米国の国防戦略は、あらゆるアプ

ローチと手段を統合させて、力による一方的な現状変更
を起こさせないことを最優先とする点で軌を一にしてい
る。

これを踏まえ、即応性・抗たん性を強化し、相手にコ
ストを強要し、わが国への侵攻を抑止する観点から、そ
れぞれの役割・任務・能力に関する議論をより深化させ、
日米共同の統合的な抑止力をより一層強化していく。

具体的には、日米共同による宇宙・サイバー・電磁波
を含む領域横断作戦を円滑に実施するための協力及び相
互運用性を高めるための取組を一層深化させる。あわせ
て、わが国の反撃能力については、情報収集を含め、日
米共同でその能力をより効果的に発揮する協力態勢を構
築する。さらに、今後、防空、対水上戦、対潜水艦戦、機
雷戦、水陸両用作戦、空挺作戦、情報収集・警戒監視・
偵察・ターゲティング（I

Intelligence, Surveillance Reconnaissance and Targeting
SRT）、アセットや施設の防護、

後方支援などにおける連携の強化を図る。
また、わが国の防衛力の抜本的強化を踏まえた日米間

の役割・任務分担を効果的に実現するため、日米共同計

画にかかる作業などを通じ、運用面における緊密な連携
を確保する。加えて、より高度かつ実戦的な演習・訓練
を通じて同盟の即応性や相互運用性をはじめとする対処
力の向上を図っていく。

さらに、核抑止力を中心とした米国の拡大抑止が信頼
でき、強靱なものであり続けることを確保するため、日
米間の協議を閣僚レベルのものも含めて一層活発化・深
化させる。

力による一方的な現状変更やその試み、さらには各種
事態の生起を抑止するため、平素からの日米共同による
取組として、共同F

Flexible Deterrent Options
DOや共同I

Intelligence, Surveillance and Reconnaissance
SRなどをさらに拡大・

深化させる。その際には、これを効果的に実現するため、
同志国などの参画や自衛隊による米軍艦艇・航空機など
の防護といった取組を積極的に実施する。

さらに、日米一体となった抑止力・対処力の強化の一
環として、日頃から、双方の施設などの共同使用の増加、
訓練を通じた日米の部隊の双方の施設への展開などを進
めることとしている。

	 11	 宇宙領域やサイバー領域などにおける協力
防衛戦略では、日米共同による宇宙・サイバー・電磁

波を含む領域横断作戦を円滑に実施するための協力及び
相互運用性を高めるための取組を一層深化させることと
されている。

特に、2023年1月の日米安全保障協議委員会（「2+2」）
では、宇宙への、宇宙からの又は宇宙における攻撃が、
同盟の安全に対する明確な挑戦であると考え、一定の場
合には、この攻撃が、日米安保条約第5条の発動につな

がることがあり得ることが確認された。
そのほか、安全保障分野でのAIの活用や多国間にま

たがる課題などについて、情報交換などを実施してい
る。

1章4節4項（宇宙領域での対応）、1章4節5項（サ
イバー領域での対応）、1章4節6項（電磁波領域で
の対応）

	 22	 統合防空ミサイル防衛
弾道ミサイル、巡航ミサイルや航空機など、わが国に

向けて飛来する経空脅威への対応については、運用情報
の共有や対処要領の整備に加え、日米共同統合防空・ミ
サイル防衛訓練などを実施することにより、日米共同対
処能力を向上させている。また、累次にわたる北朝鮮に
よる弾道ミサイルの発射の際には、同盟調整メカニズム

（A
Alliance Coordination Mechanism

CM）も活用し、日米が連携して対処している。
なお、米国は2022年10月に発表したミサイル防衛見

直し（M
Missile Defense Review

DR）において、わが国を含む同盟国との協力の
重要性を明記している。

1章4節2項（ミサイル攻撃などへの対応）

 参照

 参照
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	 33	 共同訓練・演習

1	 提供の対象となる物品・役務の区分は、食料、水、宿泊、輸送（空輸を含む）、燃料・油脂・潤滑油、被服、通信、衛生業務、基地支援、保管、施設の利用、訓
練業務、部品・構成品、修理・整備及び空港・港湾業務並びに弾薬である（武器の提供は含まれない）。

平素から日米共同訓練・演習を行うことは、戦術面な
どの相互理解や意思疎通といった相互運用性を向上さ
せ、日米共同対処能力の維持・向上に大きく資するのみ
ならず、日米それぞれの戦術技量の向上を図るうえでも
有益である。とりわけ、実戦経験豊富な米軍から習得で
きる知見や技術は極めて貴重であり、自衛隊の能力向上
に大きく資するものである。

また、効果的な時期、場所、規模で共同訓練を実施す
ることは、日米間での一致した意思や能力を示すことに
もなり、抑止の機能を果たすことになる。これらの観点
を踏まえ、防衛省・自衛隊は、引き続き共同訓練の充実
に努めている。

Ⅳ部3章1節（訓練・演習に関する取組）、資料29
（主な日米共同訓練の実績（2022年度））

	 44	 情報収集・警戒監視・偵察（ISR）活動
共同の情報収集・警戒監視・偵察活動について、日米

両国の活動の効率及び効果を高めるためには、広くアジ
ア太平洋地域におけるISR活動を日米間で協力して実施
していくことが重要である。

このような共同のISR活動の拡大は、抑止の機能を果
たすとともに、他国に対する情報優越を確保し、平素か
ら各種事態までのシームレスな協力態勢を構築すること
につながる。

こうした取組の一環として、2022年11月、米軍無人
機MQ-9の海自鹿屋航空基地への一時展開を開始した。
また、MQ-9を含む日米の情報収集アセットが収集した
情報を共同で分析するため、日米共同情報分析組織

（B
Bilateral Information Analysis Cell

IAC）を横田基地に設置した。

解説（米軍無人機MQ-9の鹿屋航空基地への一時展
開）

日米共同情報分析組織運用開始式典

	 55	 後方支援
1996年に締結（1999年及び2004年に改正）した日

米物品役務相互提供協定（ACSA）による後方支援でも、
日米間の協力は着実に進展した。この協定は、日米安保
条約の円滑かつ効果的な運用と、国連を中心とした国際
平和のための努力に積極的に寄与することを目的として
いる。平時における共同訓練をはじめ、災害派遣活動、
国際平和協力業務、国際緊急援助活動、武力攻撃事態と
いった様々な状況において、自衛隊と米軍との間で、そ
の一方が物品や役務の提供を要請した場合には、もう一
方は提供ができることが基本原則である1。

2015年9月の平和安全法制の成立を受け、2016年9

月、新たな日米ACSAに署名し2017年4月に国会で承
認され、発効した。これにより、平和安全法制により実
施可能となった物品・役務の提供についても、これまで
の日米ACSAのもとでの決済手続などと同様の枠組み
を適用することが可能となっており、同年4月以降情報
収集活動などに従事する米軍に対し、食料や燃料を提供
している。

1章8節3項（その他の取組・活動など）、図表Ⅲ-2-
2-1（日米物品役務相互提供協定（ACSA））

 参照

 参照

 参照
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	 66	 共同使用
施設・区域の共同使用の拡大は、演習場、港湾、飛行

場など自衛隊の拠点の増加も意味し、日米共同の活動に
おける、より緊密な運用調整、相互運用性の向上、柔軟
性や抗たん性の向上が可能となる。特に沖縄における自
衛隊施設は、空自那覇基地などに限られており、その大
半が都市部にあるため、運用面での制約がある。沖縄の
在日米軍施設・区域の共同使用は、沖縄に所在する自衛
隊の訓練環境を大きく改善するとともに、共同訓練・演
習の実施や自衛隊と米軍間の相互運用性の向上を促進す
るものである。また、即応性を向上させ、災害時におけ
る県民の安全の確保に資することが可能となる。

このため、南西諸島を含め、地域における自衛隊の防
衛態勢や地元との関係に留意しつつ、日米間で精力的に

協議を行っているほか、具体的な取組も進展している。
例えば、2008年3月から陸自がキャンプ・ハンセンを
訓練のために使用している。また、2012年4月の空自航
空総隊司令部の横田移転や2013年3月の陸自中央即応
集団司令部（当時）の座間移転なども行った。また、グア
ム及び北マリアナ諸島連邦（テニアン島及びパガン島）
に、自衛隊及び米軍が共同使用する訓練場を整備するこ
ととしている。

また、十分な継戦能力の確保・維持を図るために必要
な各種弾薬の取得にあたって火薬庫の確保は重要な課題
であるところ、在日米軍の施設・区域である嘉手納弾薬
庫地区内の火薬庫を自衛隊が追加的に共同使用すること
とし、具体的な調整が開始されている。

わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中、
わが国周辺地域における情報収集態勢の強化は喫緊の
課題となっています。このような中、日米同盟の情報
収集能力を向上させる取組の一環として、2022年11
月、米軍無人機MQ-9の海上自衛隊鹿屋航空基地（鹿
児島県）への一時展開を開始しました。展開期間は1
年間で、その間、8機のMQ-9と150∼200名程度の
米軍関係者が一時的に展開します。これは、周辺国に
よるわが国に対する挑発的な行動や、現状変更を試み
る行動を防止・抑制する上でも非常に重要な取組で
す。また、MQ-9を含む日米の情報収集アセットが収
集した情報を共同で分析するため、日米共同情報分析
組織（BIAC）を設置しました。
このMQ-9の一時展開に関しては、地元住民の皆様

の安全・安心を確保する観点から、2022年8月、鹿
屋航空基地内に「九州防衛局鹿屋現地連絡所」を開設
し、地元住民の皆様からの問い合わせへの対応や関係

自治体などとの連絡調整にあたっています。また、地
元住民の皆様との親睦を深める取組として、米軍関係
者と共に様々な交流イベントを企画・実施しており、
今後も積極的に推進してまいります。

鹿屋航空基地に一時展開されたMQ-9

米軍無人機MQ-9の鹿屋航空基地への一時展開解 説解 説
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図表Ⅲ-2-2-1 日米物品役務相互提供協定（ACSA）
物品・役務の相互提供の意義

　一般に、部隊が行動する際には、必要な物品・役務の補給は自己完結的に行うことが通常であるが、同盟国の部
隊がともに活動している場合などに、現地において必要な物品・役務を相互に融通することができれば、部隊運
用の弾力性・柔軟性を向上させることができる。

日米物品役務相互提供協定の適用対象

日米が参加する多数国間訓練
日米二国間訓練

国際連合平和維持活動

国際平和協力業務を行う自衛隊から
災害対応を行う米軍

国際連携平和安全活動

重要影響事態

存立危機事態

武力攻撃事態

武力攻撃予測事態

主
に
わ
が
国
、
国
民
に
関
す
る
事
項

人道的な国際救援活動 国際平和共同対処事態

事態の状況・前提をイメージ

災害派遣 在外邦人等輸送
国際緊急援助活動

日常的な活動のため自衛隊の施設に
一時的に滞在する米軍

警護出動 海賊対処行動
弾道ミサイル等破壊措置 機雷等の除去
在外邦人等保護措置 警戒監視活動

日常的な活動のため米軍施設に
一時的に滞在する米軍

※１　　　　は平和安全法制の施行により適用可能となったもの　
※２　新協定は武力攻撃事態等以外の全ての活動・事態での弾薬の提供も適用対象

国
際
協
力
等
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	第3節	 同盟調整機能の強化
	 11	 同盟調整メカニズムの設置

2015年11月、日米両政府は、ガイドラインに基づき、
わが国の平和と安全に影響を与える状況や、そのほかの
同盟としての対応を必要とする可能性があるあらゆる状
況に対して、日米両国による整合的な共同対処を切れ目
のない形で実効的に対処することを目的として、同盟調
整メカニズム（ACM）を設置した。

同盟調整メカニズムでは、図表Ⅲ-2-3-1に示す構成に
基づき、平時から緊急事態までのあらゆる段階におけ
る、自衛隊及び米軍により実施される活動に関連した政
策面及び運用面の調整を行い、適時の情報共有や共通の
情勢認識の構築・維持を行う。

その特徴は、①平時から利用可能であること、②日本
国内における大規模災害やインド太平洋地域及びグロー
バルな協力でも活用が可能であること、③日米の関係機

関の関与を確保した政府全体にわたる調整が可能である
ことであり、これらにより、日米両政府は、調整の必要
が生じた場合に適切に即応できるようになった。例えば、
国内で大規模災害が発生した場合においても、自衛隊及
び米軍の活動にかかる政策面・運用面の様々な調整が必
要になるが、このメカニズムの活用により、様々なレベ
ルでの日米の関係機関の関与を得た調整を緊密かつ適切
に実施することが可能になった。

このメカニズムの設置以降、例えば、熊本地震、北朝
鮮の弾道ミサイル発射や尖閣諸島周辺海空域における中
国の活動について、日米間では、このメカニズムも活用
しながら、緊密な連携がとられている。

防衛戦略では、このメカニズムを中心とする日米間の
調整機能をさらに発展させるほか、日米同盟を中核とす

図表Ⅲ-2-3-1 同盟調整メカニズム（ACM）の構成

閣僚レベルを含む二国間の上位レベル

日米合同委員会（JC）
Joint Committee

日米地位協定の実施に関して相互間の協議を
必要とする全ての事項に関する政策面の調整

日本側
外務省北米局長

（代表）

米　側
在日米軍副司令官

（代表）

各自衛隊及び米軍各軍間の調整所（CCCs）
Component Coordination Centers

○各自衛隊及び米軍各軍レベルの二国間調整を促進
○適切な場合、日米各々又は双方が統合任務部隊を設置し、さらにCCCsを設置する場合がある。

日本側
陸上・海上・航空各自衛隊の代表

米側
各軍の構成組織の代表

同盟調整グループ（ACG）
Alliance Coordination Group

○自衛隊及び米軍の活動に関して調整を必要とする全ての事項に関する政策面の調整
○切れ目のない対応を確保するため、ACGは、JCと緊密に調整

日本側
内閣官房（国家安全保障局を
含む）、外務省、防衛省・自衛隊、
関係省庁（注）の代表

（注）必要に応じて参加

米　側
国家安全保障会議（注）、国務省（注）、
在日米大使館、国防省国防長官府（注）、
統合参謀本部（注）、インド太平洋軍司令部（注）、
在日米軍司令部、関係省庁（注）の代表

（注）必要に応じて参加

局長級

課長級

担当級

共同運用調整所（BOCC）
Bilateral Operations Coordination Center

自衛隊及び米軍の活動に関する運用面の調整を実施する第一義的な組織

日本側
統合幕僚監部、陸上・海上・航空幕僚監部の代表

米側
インド太平洋軍司令部、在日米軍司令部の代表

必要に応じて

相
互
調
整・情
報
交
換
な
ど

相互調整・情報交換など

相互調整・情報交換など
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る同志国などとの連携を強化するため、このメカニズム
などを活用し、運用面におけるより緊密な調整を実現す

るとしている。
図表Ⅲ-2-3-1（同盟調整メカニズム（ACM）の構成）

	 22	 運用面におけるより緊密な調整
日米両政府は、ガイドラインに基づき、運用面の調整

機能併置の重要性を認識し、自衛隊及び米軍は、緊密な
情報共有、円滑な調整及び国際的な活動を支援するため
の要員の交換を実施することとしている。

1　共同計画策定メカニズムの設置
2015年11月、日米両政府は、ガイドラインに基づき、

わが国の平和及び安全に関連する緊急事態に際して効果
的な日米共同対処を可能とするため、平時において共同

計画の策定をガイドラインにしたがって実施することを
目的とし、共同計画策定メカニズム（B

Bilateral Planning Mechanism
PM）を設置した。

このメカニズムは、共同計画の策定に際し、閣僚レベ
ルからの指示・監督及び関係省庁の関与を確保するとと
もに、共同計画の策定に資する日米間の各種協力につい
ての調整を実施する役割を果たすものであり、両政府
は、このメカニズムを通じ、共同計画を策定していくこ
ととしている。

図表Ⅲ-2-3-2（共同計画策定メカニズム（BPM）の
構成）

 参照

 参照

図表Ⅲ-2-3-2 共同計画策定メカニズム（BPM）の構成

内閣総理大臣 大統領

日米安全保障協議委員会（SCC）
Security Consultative Committee

日米安全保障協議委員会（SCC）
Security Consultative Committee

外務大臣
防衛大臣

国務長官
国防長官

防衛協力小委員会（SDC）
Subcommittee for Defense Cooperation

SCCの補佐、BPCとの緊密な連携の下で計画策定にかかる指示を策定、共同計画策定の
全過程を通じてSCCに助言、BPMの全構成要素間の調整、実効的な政策協議、調整及び
その他関連事項についての手続と手段について協議

日本側
○外務省北米局長、
　防衛省防衛政策局長
○統合幕僚監部の代表

米　側
○国務次官補、国防次官補
○在日米大使館、在日米軍、
　統合参謀本部、インド太平洋軍の
　代表

共同計画策定委員会（BPC）
Bilateral Planning Committee

共同計画の策定

日本側
自衛隊の代表

米側
インド太平洋軍、在日米軍の代表

省庁間調整フォーラム（IACF）
Interagency Coordination Forum

両国の関係省庁間の調整、関係省庁による説明、
追加の情報提供など

日本側
内閣官房事態室、
内閣官房国家安全
保障局、外務省、
防衛省の代表

米側
在日米大使館、
インド太平洋軍、
在日米軍の代表

必要に応じて関係省庁間で調整

共同計画策定メカニズム

凡例：調整 BPMにおける指揮 自衛隊／米軍の指揮系統
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	第4節	 共同対処基盤の強化
防衛戦略は、あらゆる段階における日米共同での実効的な対処を支える基盤を強化するとしている。

	 11	 情報保全及びサイバーセキュリティ

1	 正式名称：日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づくアメリカ合衆国に対する武器技術の供与に関する交換公文
2	 正式名称：日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定に基づくアメリカ合衆国に対する武器及び武器技術の供与に関する交換公文
3	 正式名称：相互の防衛調達に関する日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の交換公文
4	 正式名称：相互の防衛調達に関するアメリカ合衆国国防省と日本国防衛省との間の覚書（Memorandum	of	Understanding	between	the	Department	

of	Defense	of	the	United	States	of	America	and	the	Ministry	of	Defense	of	Japan	concerning	Reciprocal	Defense	Procurement）
5	 日本国防衛省とアメリカ合衆国国防省との間の研究、開発、試験及び評価プロジェクトに関する了解覚書
6	 日本国防衛省とアメリカ合衆国国防省との間の防衛装備品等の供給の安定化に係る取決め

日米がその能力を十分に発揮できるよう、あらゆるレ
ベルにおける情報共有をさらに強化するために、情報保
全及びサイバーセキュリティにかかる取組を抜本的に強
化することとしている。

2023年1月の日米安全保障協議委員会（「2+2」）におい

て、同盟にとってのサイバーセキュリティ及び情報保全の
基盤的な重要性が強調され、さらに高度化・常続化するサ
イバー脅威に対抗するため、協力を強化することで一致し
た。

	 22	 防衛装備・技術協力
同盟の技術的優位性、相互運用性、即応性、さらには

継戦能力を確保するため、先端技術に関する共同分析や
共同研究、装備品の共同開発・生産、相互互換性の向上、
各種ネットワークの共有及び強化、米国製装備品の国内
における生産・整備能力の拡充、サプライチェーンの強
化にかかる取組など、防衛装備・技術協力を一層強化す
ることとしている。

わが国は、日米安保条約や「日本国とアメリカ合衆国と
の間の相互防衛援助協定」に基づく相互協力の原則を踏
まえ、技術基盤・産業基盤の維持に留意しつつ、米国との
装備・技術面での協力を積極的に進めることとしている。

わが国は、日米の技術協力体制の進展と技術水準の向
上といった状況を踏まえ、米国に対しては武器輸出三原
則などによらず武器技術を供与することとし、1983年、

「対米武器技術供与取
とり

極
きめ

」1を締結、2006年には、これに
代わる「対米武器・武器技術供与取極」2を締結した。こ
うした枠組みのもと、弾道ミサイル防衛共同技術研究に
関連する武器技術など20件の武器・武器技術の対米供
与を決定している。加えて、2022年1月の日米「2＋2」
にて「共同研究、共同開発、共同生産、及び共同維持並び
に試験及び評価に関する協力にかかる枠組みに関する交
換公文」が締結された。わが国は、この交換公文に基づ

き、新興技術に関する米国との協力を前進させていくこ
ととしている。また、日米両国は、日米装備・技術定期協
議（S

Systems and Technology Forum
&TF）などで協議を行い、合意された具体的なプロ

ジェクトについて共同研究開発などを行っている。
さらに、わが国は、2016年6月、「米国との相互防衛

調達取極」3を締結し、同月の日米防衛相会談において、
両 閣 僚 の 間 で、「 相 互 の 防 衛 調 達 に 関 す る 覚 書

（R
Reciprocal Defense Procurement Memorandum of Understanding

DP MOU）」4が署名された。これは、日米の防衛当局
による装備品の調達に関して、相互主義に基づく措置

（相手国企業への応札に必要な情報の提供、提出した企
業情報の保全、相手国企業に対する参入規制の免除など）
を促進するものである。なお、2021年5月、同取極及び
覚書の有効期限が延長されている。

2023年1月の「2+2」及び日米防衛相会談では、①共
同研究・開発の迅速化5及び②サプライチェーン協力の
強化に係る枠組み6に署名し、③有償援助調達（F

Foreign Military Sales
MS）の

合理化を実現する枠組みの相当な進捗を確認している。
また、日米共通装備品（F-35戦闘機及びオスプレイ）

の生産・維持整備については、Ⅳ部1章3節2項（米国
との防衛装備・技術協力関係の深化）のとおりである。

資料30（日米共同研究・開発プロジェクト）、Ⅳ部1
章3節2項（米国との防衛装備・技術協力関係の深化）

 参照
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	第5節	 在日米軍の駐留に関する取組

1	 正式名称：日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協
定

2	 正式名称：日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協
定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法

3	 「権原」とは、ある行為を正当化する法律上の原因をいう。

日米安保体制のもと、在日米軍のプレゼンスは、抑止
力として機能している一方で、在日米軍の駐留に伴う地
域住民の生活環境への影響を踏まえ、各地域の実情に
合った負担軽減の努力が必要である。特に、在日米軍の
再編は、日米同盟の抑止力・対処力を一層強化しつつ、

沖縄をはじめとする地元の負担を軽減するための極めて
重要な取組であることから、防衛省としては、在日米軍
施設・区域を抱える地元の理解と協力を得る努力を続け
つつ、米軍再編事業などを進めていく。

	 11	 在日米軍の駐留

1　在日米軍の駐留の意義
わが国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す

中、日米安保体制に基づく日米同盟が、わが国の防衛や
地域の平和と安定に寄与する抑止力として十分に機能す
るためには、在日米軍のプレゼンスが確保されているこ
とや、在日米軍が緊急事態に迅速かつ機動的に対応でき
る態勢が、平時からわが国とその周辺でとられているこ
となどが必要である。

このため、わが国は、日米安保条約に基づいて米軍の
駐留を認めており、在日米軍の駐留は、日米安保体制の
中核的要素となっている。

また、安定的な在日米軍の駐留を実現することは、わ
が国に対する武力攻撃に対して、日米安保条約第5条に
基づく日米の共同対処を迅速に行うために必要である。
さらに、わが国防衛のための米軍の行動は、在日米軍の
みならず、適時の兵力の来援によってもなされるが、在
日米軍は、そのような来援のための基盤ともなる。

なお、日米安保条約は、第5条で米国の日本防衛義務
を規定する一方、第6条でわが国の安全と極東における
国際の平和と安全の維持のため、わが国の施設・区域の
使用を米国に認めており、日米両国の義務は同一ではな
いものの、全体として見れば日米双方の義務のバランス
はとられている。

2　在日米軍の駐留に関する枠組み
在日米軍施設・区域及び在日米軍の地位に関すること

は日米地位協定1により規定されており、この中には、在
日米軍の使用に供するための施設・区域（在日米軍施
設・区域）の提供に関すること、在日米軍が必要とする
労務の需要の充足に関することなどの定めがある。また、
環境補足協定により、在日米軍に関連する環境の管理の
ための協力を促進し、軍属補足協定により、軍属の範囲
の明確化などを図っている。

（1）在日米軍施設・区域の提供
在日米軍施設・区域について、わが国は、日米地位協

定の定めるところにより、日米合同委員会を通じた日米
両国政府間の合意に従い提供している。

わが国は、在日米軍施設・区域の安定的な使用を確保
するため、民有地や公有地については、所有者との合意
のもと、賃貸借契約などを結んでいる。しかし、このよ
うな合意が得られない場合には、駐軍用地特措法2に基
づき、土地の所有者に対する損失の補償を行ったうえ
で、使用権原3を取得することとしている。

また、施設・区域の米軍への提供には、例えば、日米
共同訓練に際して、米軍が自衛隊の施設を使用する場合
など、この協定に基づき、わが国の施設・区域について、
一定の期間を限って米軍に使用させているものがある。
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（2）米軍が必要とする労務の需要の充足
在日米軍が必要とする労働力（労務）は、日米地位協定

によりわが国の援助を得て充足されることになっている。
全国の在日米軍施設・区域においては、2022年度末現

在、2万5,897人の駐留軍等労働者（在日米軍従業員）が、
司令部の事務職、整備・補給施設の技術者、基地警備部
隊及び消防組織の要員、福利厚生施設の販売員などとし
て勤務しており、在日米軍の円滑な運用を支えている。

こうした在日米軍従業員は、日米地位協定の規定によ
り、わが国政府が雇用している。防衛省は、その人事管
理、給与支払、衛生管理、福利厚生などに関する業務を
行うことにより、在日米軍の駐留を支援している。

（3）環境補足協定
2015年9月、日米両政府は、日米地位協定を補足する

在日米軍に関連する環境の管理の分野における協力に関
する協定への署名を行い、この協定は即日発効した。こ
の補足協定は、法的拘束力を有する国際約束であり、日
本環境管理基準（J

Japan Environmental Governing Standards
EGS）の発出・維持や在日米軍施設・

区域への立入手続の作成・維持などについて規定してい
る。

Ⅳ部4章2節2項（在日米軍施設・区域に関する取
組）

（4）軍属補足協定
2017年1月、日米両政府は、日米地位協定の軍属に関

する補足協定への署名を行い、この協定は即日発効した。
この補足協定は、日米地位協定に一般的な規定しかない
軍属の範囲を明確化し、コントラクターの被用者につい
て軍属として認定されるための適格性基準を作成すると
ともに、通報・見直しなどの手続を定め、通常居住者の
軍属からの除外などを定めている。

3　在日米軍関係経費
在日米軍関係経費には、同盟強靱化予算（在日米軍駐

留経費負担）、沖縄県民の負担を軽減するためにS
Special Action Committee on Okinawa

ACO 
最終報告の内容を実施するための経費、米軍再編事業の

 参照

図表Ⅲ-2-5-1 在日米軍関係経費（2023年度予算）

在日米軍の駐留に関連する経費
（防衛省関係予算：4,254億円①＋②）

同盟強靱化予算
（在日米軍駐留経費負担）

（2,112億円①）

特別協定による負担　（1,661億円）

米軍再編関係経費
（2,103億円）

SACO関係経費
（115億円）

・土地返還のための事業
 4億円
・訓練改善のための事業
 1億円
・SACO事業の円滑化を図る
 ための事業 97億円

計：102億円

・提供施設整備（FIP） 298億円

・労務費（福利費等） 254億円

計：552億円

・周辺対策 676億円
・施設の借料 1,041億円
・リロケーション 83億円
・その他（漁業補償等）
 342億円

計：2,142億円②

・在沖米海兵隊のグアムへの
移転事業 9億円

・沖縄における再編のための事業
 1,035億円
・空母艦載機の移駐等のための事業
 546億円
・緊急時の使用のための事業
 8億円
・訓練移転のための事業
（現地対策本部経費） 1億円
・再編関連措置の円滑化を

図るための事業 416億円

計：2,014億円

・訓練移転のための事業
 88億円

・米軍再編にかかる
米軍機の訓練移転

・訓練移転費 13億円
（訓練改善のための事業の一つ）

・104号線越え射撃訓練
・パラシュート降下訓練

・労務費（基本給等） 1,296億円
・光熱水料等 234億円
・訓練資機材調達費 17億円
・訓練移転費（NLP） 13億円

計：1,560億円

防衛省関係予算 以外
・他省庁分（基地交付金等）
・提供普通財産借上試算
　　　　　　　　　（注3）

（注）　1　特別協定による負担のうち、訓練移転費は、同盟強靱化予算（在日米軍駐留経費負担）に含まれるものとSACO関係経費及び米軍再編関
係経費に含まれるものがある。

2　SACO関係経費とは、沖縄県民の負担を軽減するためにSACO最終報告の内容を実施するための経費、米軍再編関係経費とは、米軍再編
事業のうち地元の負担軽減に資する措置にかかる経費である。一方、同盟強靱化予算（在日米軍駐留経費負担）については、日米安保体制
の円滑かつ効果的な運用を確保していくことは極めて重要との観点からわが国が自主的な努力を払ってきたものであり、その性格が異
なるため区別して整理している。

3　在日米軍の駐留に関連する経費には、防衛省関係予算のほか、防衛省以外の他省庁分（基地交付金等：405億円、4年度予算）、提供普通財
産借上試算（1,643億円、4年度試算）がある。

4　四捨五入のため、合計値があわないことがある。
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うち地元の負担軽減などに資する措置にかかる経費など
がある。

図表Ⅲ-2-5-1（在日米軍関係経費（2023年度予算））

4　同盟強靱化予算（在日米軍駐留経
費負担）

日米安保体制の円滑かつ効果的な運用を確保するうえ
で、同盟強靱化予算（在日米軍駐留経費負担）4は重要な
役割を果たしている。1970年代半ばからのわが国にお
ける物価・賃金の高騰や国際経済情勢の変動などによ
り、1978年度からは福利費などの労務費を、1979年度
からは提供施設整備費の負担を、それぞれ開始した。

また、日米両国を取り巻く経済情勢の変化により、労

4	 2021年12月21日に合意した、特別協定を巡る交渉の結果、本件経費を用いて日米同盟を一層強化する基盤を構築することで一致したことを踏まえ、日
本側は、「在日米軍駐留経費負担」の通称を「同盟強靱化予算」とすることとした。

5	 正式名称：日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協
定第二十四条についての特別の措置に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定

務費が急激に増加して従業員の雇用の安定が損われ、ひ
いては在日米軍の活動にも影響を及ぼすおそれが生じ
た。このため、1987年、日米両国政府は、日米地位協定
の経費負担原則の特例的、限定的、暫定的な措置として、
日米地位協定第24条についての特別な措置を定める協
定（特別協定）5を締結した。

これに基づき、わが国は調整手当（現地域手当）など8
項目の労務費を負担するようになった。その後の特別協
定により、1991年度からは、基本給などの労務費と光
熱水料などを、1996年度からは、訓練移転費を、また、
2022年度からは、訓練資機材調達費を負担の対象とし
ている。

図表Ⅲ-2-5-2（同盟強靱化予算（在日米軍駐留経費
負担）に係る特別協定等のもとでの日本側負担）

	 22	 在日米軍再編に向けた取組

1　在日米軍再編計画
（1）経緯・概要

在日米軍再編については、2006年5月の「再編の実施
のための日米ロードマップ」（ロードマップ）において示
された。その後、①沖縄の目に見える負担軽減を早期か
つ着実に図る方策を講ずる必要があること、②2012年

1月に公表された米国の国防戦略指針にも示されてい
る、アジア太平洋地域重視の戦略と米軍再編計画の調整
を図る必要があること、③米国議会においては、グアム
移転にかかる経費の削減が求められていること、などの
要因を踏まえ、2012年4月の「2＋2」において、再編計
画を調整した。

ロードマップでは、沖縄に所在する第3海兵機動展開

 参照

 参照

図表Ⅲ-2-5-2 同盟強靱化予算（在日米軍駐留経費負担）に係る特別協定等のもとでの日本側負担

同
盟
強
靱
化
予
算（
在
日
米
軍
駐
留
経
費
負
担
）に
係
る

特
別
協
定
等
の
も
と
で
の
日
本
側
負
担

［特別協定］

有効期間 5年間（令和4年度から令和8年度まで）

労務費 全労働者数のうち23,178人とする。

光熱水料等 令和4年度及び令和5年度は234億円、令和6年度は151億円、令和7年度及び令和8年度は133億円とする。

訓練資機材調達費 在日米軍の即応性のみならず、自衛隊と米軍の相互運用性の向上にも資する訓練資機材の調達に関連する経費
として、5年間で最大200億円を負担する。

訓練移転費 現行の枠組み・水準を維持しつつ、アラスカを航空機訓練移転先の対象とする。令和3年度の予算額（約114億
円）と同水準とする。

［提供施設整備］ 在日米軍の即応性・抗たん性に資する事業を重点的に、5年間で最大1,641億円を負担する。
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部隊（ⅢM
Marine Expeditionary Force

EF）の司令部要素をグアムへ移転することと
していたが、部隊構成を変更し、司令部・陸上・航空・
後方支援の各要素から構成される海兵空地任務部隊

（M
Marine Air Ground Task Force

AGTF）を日本、グアム及びハワイに置くとともに
オーストラリアへローテーション展開させることとし
た。また、海兵隊の沖縄からグアムへの移転及びその結
果として生ずる嘉

か
手
で

納
な

以南の土地の返還の双方を、普
ふ

天
てん

間
ま

飛行場の代替施設に関する進展から切り離すことなど
を決定した。

資料31（再編の実施のための日米ロードマップ（仮
訳））

（2）在日米軍再編計画の再調整
厳しさを増す安全保障環境に対応して日米同盟の抑止

力・対処力を一層強化するため、2023年1月の「2＋2」
において、日米両国は、在日米軍の戦力態勢を、さらに
多面的な能力を有し、より強靱で、より機動的なものに
強化し、2012年に調整された再編計画を再調整し、米
軍の態勢を最適化することとした。具体的には、第3海
兵師団司令部及び第12海兵連隊を沖縄に残留させ、同
連隊を2025年までに「海兵沿岸連隊（M

Marine Littoral Regiment
LR）」に改編さ

せることについて一致した。
再編計画の再調整に際しては、現行再編計画の基本的

な原則は維持するなど、沖縄の負担軽減に最大限配慮し
ている。具体的には、①再編終了後の在沖米海兵隊の定
員を引き続き約1万人とすること、②沖縄統合計画にお
いて返還予定の土地に影響を及ぼさず、キャンプ・シュ
ワブにおける普天間飛行場代替施設の進展に影響を及ぼ
さないこと、③2024年から開始される沖縄からグアム
への海兵隊の移転開始などに変更がないことを日米間で
確認している。

本取組は、強化された自衛隊の能力・態勢とあいまっ
て、日米同盟の抑止力・対処力を大きく向上するもので
ある。引き続き、在日米軍の態勢を一層最適化するため

の緊密な協議を継続していく。

2　米軍再編の進捗状況
在日米軍再編については、これまで、空母艦載機の厚木

飛行場から岩国飛行場への移駐、KC-130空中給油機の
普天間飛行場から岩国飛行場への移駐及び鹿屋飛行場へ
のローテーション展開など、様々な取組が行われてきた。

防衛省では、引き続き、空母艦載機着陸訓練（F
Field Carrier Landing Practice

CLP）
にも使用する馬毛島における自衛隊の施設の整備、普天
間飛行場を含む嘉手納以南の土地の返還、在沖米海兵隊
のグアム移転などの取組を進めている。

図表Ⅲ-2-5-3（「再編の実施のための日米ロードマッ
プ」に示された在日米軍などの兵力態勢の再編の進
捗状況①及び②）

3　空母艦載機着陸訓練（FCLP）
2006年5月のロードマップにおいては恒常的な空母

艦載機着陸訓練施設について検討を行うための二国間の
枠組みを設け、恒常的な施設をできるだけ早い時期に選
定することが目標とされた。防衛省は、鹿児島県西之表
市馬毛島の大部分の土地を取得し、整備に向け、地元で
ある、鹿児島県、西之表市、中種子町及び南種子町への
説明を積み重ねている。

2022年1月の「共同文書」においては、日本政府が馬
毛島における自衛隊施設の整備を決定したことを米側も
歓迎した。2022年度予算には馬毛島における滑走路、
駐機場にかかる施設整備などの経費が計上されている。

2023年1月には、西之表市長、中種子町長及び南種子
町長などからの意見も踏まえた鹿児島県知事の意見にも
沿ったかたちで作成した環境影響評価書を公告し、馬毛
島島内での工事を開始した。

同年3月には、馬毛島周辺海上での工事も開始し、施

 参照

 参照

資料：在日米軍に関する諸施策
URL：https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/index.html

資料：馬
ま

毛
げ

島
しま

における施設整備について
URL：https://www.mod.go.jp/j/approach/chouwa/mage/index.html
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図表Ⅲ-2-5-3 「再編の実施のための日米ロードマップ」に示された在日米軍などの兵力態勢の再編の進捗状況①

2　沖縄における再編

20km

1　関東における再編

那覇港港湾計画浦添ふ頭地区内に
代替施設を建設

那覇港湾施設（全面返還　約56ha）

○　横田飛行場の軍民共用化にかかる検討
　　（日米間で具体的な条件や態様について検討）

くわえ

キャンプ桑江
（キャンプ・レスター）
（全面返還　約68ha）

※牧港補給地区（国道58号沿いの土地）
には、21（令和3）年5月31日返還のラ
ンドリー工場地区分（0.2ha）を含む。

※13（平成25）年8月31日
北側進入路（約1ha）返還

※18（平成30）年3月31日
国道58号沿いの土地（約4ha）返還

※19（平成31）年3月31日
第5ゲート付近の区域（約2ha）返還

まきみなと

牧港補給地区（キャンプ・キンザー）
（全面返還　約274ha）

※15（平成27）年3月31日
西普天間住宅地区（約51ha）
返還

キャンプ瑞慶覧
（キャンプ・フォスター）
（部分返還 約153ha＋α）

ずけらん

20km

○　横田飛行場における共同統合運用調整所の設置
○　空域の一部返還（08（平成20）年9月25日返還）

及び横田ラプコン施設への空自航空管制官の併置
（07（平成19）年5月18日併置開始）など

【横田関連】

【相模総合補給廠】
○　在日米陸軍司令部の改編に伴う施設の設置
　　（訓練センターその他の支援施設）

（11（平成23）年8月訓練センター運用開始。訓
練支援センター整備済み）

○　JR相模原駅前の一部土地（約17ha）の返還
○　西側野積場（約35ha）の共同使用

（15（平成27）年12月2日　共同使用開始）

【空自航空総隊司令部などの移転】
○　航空総隊司令部及び関連部隊の移転
　（12（平成24）年3月26日移転完了）

【キャンプ座間】
○　在日米陸軍司令部の改編
　（08（平成20）年9月末に改編済み）
○　陸自中央即応集団司令部（当時）の移転
　（13（平成25）年3月26日移転完了）
○　ヘリポートの共同使用
　（13（平成25）年3月26日共同使用開始）
○　住宅地区の一部土地（約5.4ha）の返還な

ど（16（平成28）年2月29日返還済み）

【海兵隊の移転】
第3海兵機動展開部隊の要員
約9,000名とその家族のグアムなどへの移転

（面積は統合計画に基づく。嘉手納飛行場以南の土地の返還については、図表
Ⅲ-2-4-11参照）

嘉手納飛行場

普天間飛行場

代替施設

本土の自衛隊基地など

代替施設

グアムなどへ

キャンプ・
ハンセン

キャンプ・
シュワブ

陸軍貯油施設（第1桑江タンク・ファーム）
（全面返還　約16ha）

くわ え

【凡例】

【土地の返還】
○　沖縄に残る施設・区域の統合による、

嘉手納飛行場以南の相当規模の土地の返
還のための詳細な計画（統合計画）を作成

※13（平成25）年4月5日統合計画公表

か　で　な

実施済 継続中

【凡例】
実施済 継続中

○　陸自の訓練のため、キャンプ・ハンセンを使用
※08（平成20）年3月17日から実施

【共同使用】
嘉手納飛行場以南の
土地の返還対象6施設

○　空自は、地元への騒音の影響を考慮しつつ、米軍
との共同訓練のため、嘉手納飛行場を使用

か　で　な

ふてん ま

普天間飛行場（全面返還　約481ha）
【県内移設】
オスプレイなどの運用機能
→キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及び
これに隣接する水域に代替施設を建設

○　緊急時の航空機の受入機能
　→築城・新田原飛行場

【県外移転】

○　空中給油機の運用機能
　→岩国飛行場

※14（平成26）年8月26日岩国へ
の移駐完了

※17（平成29）年7月31日
東側沿いの土地（約4ha）返還

※20（令和2）年12月20日
　佐真下ゲート付近の土地（約0.1ha）返還

東京都

相模原

座間

府中

神奈川県

横田

※20（令和2）年3月31日
施設技術部地区の一部（約
11ha）返還
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設整備に向けた取組を着実に進めている。

4　普天間飛行場の移設・返還
普天間飛行場の全面返還を日米で合意してから、25

年以上経た今もなお、返還が実現しておらず、もはや先
送りは許されない。

沖縄県宜
ぎ

野
の

湾
わん

市の市街地に位置し、住宅や学校で囲ま
れた普天間飛行場の固定化は、絶対に避けなければなら
ず、これは政府と沖縄の皆様の共通認識であると考えて

図表Ⅲ-2-5-3 「再編の実施のための日米ロードマップ」に示された在日米軍などの兵力態勢の再編の進捗状況②

３　航空機の移駐など

岩国飛行場への民間航空施設の
整備
（12（平成24）年岩国錦帯橋空港
が開港）

米軍機（嘉手納、三沢、岩国）の訓練
の分散
千歳、三沢、百里、小松、築城、新田原
の各自衛隊施設及びグアムなど
へ
グアムなどへの移転は11（平成23）
年１月日米合同委員会合意

つい き にゅうたばる

KC-130部隊の岩国移駐
（14（平成26）年8月移駐完了）

空母艦載機部隊の岩国移駐
（18（平成30）年3月移駐完了）

CH-53D部隊のグアム移転
（米国本土に移転後、グアムへ移転する旨、
日米間で確認。米国本土への移転完了）

TPY-2レーダー：いわゆる「Xバンド・
レーダー」の配備

（06（平成18）年6月配備完了）

TPY-2レーダーの配備
（14（平成26）年12月配備完了）

【凡例】
実施済

継続中

緊急時の航空機の受入機能の築城、
新田原への移転

FCLP施設としても使用する馬毛島
基地（仮称）の建設

か のや
KC-130部隊はローテーションで
海自鹿屋基地やグアムに展開

ＭＶ－22オスプレイなどの訓練移転
（16（平成28）年9月日米合同委員会合意）

厚木

千歳

車力

小松 百里岩国

鹿屋

普天間

経ヶ岬
きょうがみさき

グアム

嘉手納

築城
新田原

三沢

マ
リ
ア
ナ
諸
島

サイパン

しゃ りき

ち と せ

み さ わ

ひゃくり

あ つ ぎ

こ ま ついわくに
つ い き

にゅうたばる

か の や

馬毛島
ま げ しま

ふ　てん　ま

か で な

500km

344日本の防衛

第5節在日米軍の駐留に関する取組

第
2
章

日
米
同
盟

第
Ⅲ
部

防衛2023_3-2-05.indd   344防衛2023_3-2-05.indd   344 2023/06/23   16:46:352023/06/23   16:46:35



いる。
政府としては、名

な
護
ご

市辺
へ

野
の

古
こ

へ移設する現在の計画が
同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策
であるという考えに変わりはなく、このことについて
は、日米両政府間でも、「2+2」や日米首脳会談の共同声
明などの累次の機会において、確認してきている。

同飛行場の一日も早い全面返還の実現に向けて、長年
にわたる沖縄の皆様との対話の積み重ねのうえに、これ
からも、丁寧な説明を行い全力で取り組んでいく。

なお、同飛行場の返還により、危険性が除去されると
ともに、跡地（約476ha：東京ドーム約100個分）の利
用により、宜野湾市をはじめとする沖縄のさらなる発展
が期待される。

（1）普天間飛行場の移設と沖縄の負担軽減
普天間飛行場の移設は、同飛行場を単純に移設するも

のではなく、沖縄における基地の機能や面積の縮小を伴
い、沖縄の負担軽減に十分資するものである。
ア　普天間飛行場が有する機能の分散

普天間飛行場の移設は、同飛行場が有する①オスプレ
イなどの運用機能、②空中給油機の運用機能、③緊急時
における航空機受入機能という3つの機能のうち、②及
び③を県外へ、残る①をキャンプ・シュワブに移して、
同飛行場を全面返還するというものである。
「②空中給油機の運用機能」は2014年8月に山口県の

岩国飛行場に移転完了し、「③緊急時における航空機受
入機能」は、2018年10月、福岡県の築城基地及び宮崎
県の新田原基地への機能移転に必要となる施設整備につ
いて日米間で合意し、2023年3月までに築城基地の滑
走路延長を除く工事を完了した。引き続き、築城基地の
滑走路延長工事に関し、環境影響評価などを進めている
ところである。
イ　面積の縮小

普天間飛行場の代替施設を建設するために必要となる
埋立ての面積は、約150haであるが、同飛行場の面積約
476haに 比 べ、約3分 の1程 度 と な り、滑 走 路 も、
1,200m（オーバーランを含めても1,800m）と、現在の
同飛行場の滑走路長2,740mに比べ、大幅に短縮される。
ウ　騒音及び危険性の軽減

滑走路はV字型に2本設置されるが、これは、地元の
要望を踏まえ、離着陸時の飛行経路が海上になるように
するためのものである。訓練などで日常的に使用される

飛行経路が、普天間飛行場では市街地上空にあったのに
対し、代替施設では、海上へと変更され、騒音及び危険
性が軽減される。

例えば、同飛行場では、住宅防音が必要となる地域に
1万数千世帯の住民が居住しているのに対し、代替施設
ではこのような世帯はゼロとなる。

（2）代替施設に関する経緯
2004年8月の宜野湾市における米軍ヘリ墜落事故の発

生を踏まえ、周辺住民の不安を解消するため、一日も早い
移設・返還を実現するための方法について、在日米軍再
編に関する日米協議の過程で改めて検討が行われた。

2005年10月の「2＋2」共同文書において、代替施設
をL字型に設置することとされたが、その後の名護市を
はじめとする地元地方公共団体との協議及び合意を踏ま
え、2006年5月のロードマップにおいて、代替施設の滑
走路をV字型で設置することとなった。この代替施設の
建設について、2006年5月、稲嶺沖縄県知事（当時）と
額賀防衛庁長官（当時）との間でも「基本確認書」が取り
交わされた。

2009年9月の政権交代後、沖縄基地問題検討委員会
が設けられた。この委員会による検討を経たのち、2010
年5月の「2＋2」において、普天間飛行場の代替施設を
キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水
域に設置する意図を確認した。その後、2011年6月の

「2＋2」において、滑走路の形状をV字型と決定した。
このような結論に至る検討過程では、まず、東アジア

の安全保障環境に不安定性・不確実性が残る中、わが国
の安全保障上極めて重要な位置にある沖縄に所在する海
兵隊をはじめとして、在日米軍の抑止力を低下させるこ
とは、安全保障上の観点からできないとの判断があった。

また、同飛行場に所属する海兵隊ヘリ部隊を沖縄所在
のほかの海兵隊部隊から切り離し、国外・県外に移転す
れば、海兵隊の持つ機動性・即応性といった特性を損な
う懸念があった。これは、米海兵隊が、航空、陸上、後方
支援の部隊や司令部を一体的に運用しているためである。

こうしたことから、同飛行場の代替地は沖縄県内とせ
ざるを得ないとの結論に至った。

資料32（普天間飛行場代替施設に関する経緯）、資料
33（嘉手納以南　施設・区域の返還時期（見込み））、
図表Ⅲ-2-5-4（代替施設と普天間飛行場の比較（イ
メージ））

 参照
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（3）代替施設建設事業の推進
ア　埋立工事の進捗

沖縄防衛局長は、2013年3月、公有水面埋立承認願書
を沖縄県に提出し、同年12月、仲井眞知事（当時）はこ
れを承認した。

工事開始後、翁長知事（当時）が当該埋立承認を取り
消したことから、国と沖縄県との訴訟などを経たが、
2018年12月に、キャンプ・シュワブ南側の海域におい
て、埋立工事を開始した。2021年8月には、海水面から
4.0mまでの埋立てが完了しており、引き続き、埋立工事
を着実に進めているところである。（2023年5月現在）
イ　地盤改良などの検討

埋立地の地盤に関しては、ボーリング調査の結果など
を踏まえ、キャンプ・シュワブ北側の海域における護岸
などの構造物の安定性などについて検討を行った。その
結果、東京国際空港や関西国際空港でも用いられた一般
的で施工実績が豊富な工法6により地盤改良工事を行う

6	 サンドコンパクションパイル工法、サンドドレーン工法、ペーパードレーン工法であり、他事業の例として、東京国際空港再拡張事業などがある。

ことで、所要の安定性を確保して護岸や埋立てなどの工
事を実施可能であることが確認された。このことは
2019年9月から開催された、地盤、構造、水工、舗装の
各分野の有識者で構成される「普天間飛行場代替施設建
設事業に係る技術検討会」においても確認されている。

そして、同年12月、沖縄防衛局は、それまでの検討結
果を踏まえ、変更後の計画に基づく工事に着手してから
工事完了までに9年3ヵ月、沖縄統合計画に示されてい
る「提供手続」を完了させるまでに約12年を要し、また
普天間飛行場代替施設建設事業に要する経費として、約
9,300億円が必要であることを示した。
ウ　環境保全にかかる取組

普天間飛行場代替施設建設事業の実施にあたり、
2007年から約5年間にわたり、環境影響評価を行った。
この評価に対しては、沖縄県知事から、1,561件の意見
を受け、その全てに補正を行うとともに、環境影響評価
書への記載に適切に反映している。

資料：普天間飛行場及び代替施設の規模比較
URL：https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/frf/index.html#kibohikaku

図表Ⅲ-2-5-4 代替施設と普天間飛行場の比較（イメージ）

N

項目

代替
施設

普天間
飛行場

約150ha
（埋立面積）

約476ha
約1/3に 約2/3に

約2,740m

約1,200m
（オーバーランを
含めても1,800m）

面積 滑走路

那覇

沖 縄

普天間飛行場

代替施設（辺野古崎）

オーバーラン
1,200m

1,800m

300
m

300
m

N
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この評価書において、埋立区域に生息するサンゴ類は
埋立てに伴い消失することになるため、避難措置として
可能な限り移植することとしており、保護対象のサンゴ
類の一部について沖縄県知事の許可を得て移植してい
る。また、今後、残りの保護対象のサンゴ類についても
避難措置を講ずることとしている。なお、同事業では、
那覇空港第二滑走路の工事に伴う埋立ての際よりも、保
護の対象を広げ、より手厚くサンゴ類を移植することと
している7。

7	 具体的には、那覇空港の第二滑走路の工事に伴い、小型サンゴ約3万7,000群体の移植が行われたが、仮に、代替施設建設事業と同じ基準を当てはめれば、
移植対象の小型サンゴ類は約17万群体となる。

エ　公有水面埋立の変更承認申請
沖縄防衛局は、環境面も含めた有識者の知見も得つ

つ、十分に検討を行ったうえで、公有水面埋立法に基づ
き、2020年4月、地盤改良工事の追加などに伴う埋立の
変更承認申請書を沖縄県知事に提出した。

沖縄県知事は、2021年11月、埋立予定地の地盤の調
査や環境保全対策が十分でないとして、変更承認申請を
不承認とした。これを受け、同年12月、沖縄防衛局長は
国土交通大臣に対し、行政不服審査法に基づく審査請求
を行い、2022年4月、国土交通大臣は、沖縄県知事によ
る不承認処分を取り消す裁決を行うとともに、変更承認
申請を承認するよう、地方自治法に基づく是正の指示を
行った。

これに対し、同年5月、沖縄県知事は国土交通大臣の
裁決及び是正の指示を不服として国地方係争処理委員会
にそれぞれ審査申出を行った。同年7月、国地方係争処
理委員会が裁決に関する審査申出を却下したことを受
け、同年8月、沖縄県知事は、国の関与（裁決）の取消訴
訟を福岡高裁那覇支部に提起した。また、国地方係争処
理委員会が是正の指示は違法でないと決定したことを受
け、同月、沖縄県知事は、国の関与（是正の指示）の取消
訴訟を福岡高裁那覇支部に提起した。これらの訴訟に関
しては、2023年3月、福岡高裁那覇支部において裁決に
関する訴訟については沖縄県知事の訴えを却下する判決
が、是正の指示に関する訴訟については、沖縄県知事の
請求を棄却する判決が、それぞれ言い渡された。これら
の訴訟については、沖縄県知事が最高裁に上告受理申立
てを行ったところである。これらに加え、2022年9月、
沖縄県は、国土交通大臣の裁決を不服とし、行政事件訴
訟法に基づく裁決の取消訴訟を那覇地裁に提起してお
り、国と沖縄県の間においては、変更承認申請にかかる
3件の訴訟が係属中である（2023年5月現在）。

2018年11月

2023年4月
埋立工事の進捗状況

資料：地盤改良工法について
URL：https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/frf/index.html#kouhou

資料：環境保全について
URL：https://www.mod.go.jp/j/approach/zaibeigun/frf/index.html#kankyohozen
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5　嘉手納飛行場以南の土地の返還
2006年5月のロードマップでは、普天間飛行場の代

替施設への移転、普天間飛行場の返還及びグアムへの第
3海兵機動展開部隊（ⅢMEF）要員の移転に続いて、沖
縄に残る施設・区域が統合され、嘉手納飛行場以南の相
当規模の土地の返還が可能となるとされていた。

その後、2012年4月の「2＋2」において、ⅢMEFの
要員の沖縄からグアムへの移転及びその結果として生ず
る嘉手納以南の土地の返還の双方を、普天間飛行場の代
替施設への移転に関する進展から切り離すことを決定し
た。さらに、返還される土地については、①速やかに返
還できるもの、②機能の移転が完了すれば返還できるも
の、③国外移転後に返還できるもの、という3区分に分
けて検討していくことで合意した。

（1）沖縄における在日米軍施設・区域に関する
統合計画

2012年末の政権交代後、沖縄の負担軽減に全力で取
り組むとの基本方針のもと、引き続き日米間で協議が行
われ、沖縄の返還要望が特に強い牧

まき
港

みなと
補給地区（キャン

プ・キンザー）（浦添市）を含む嘉手納以南の土地の返還
を早期に進めるよう強く要請し、米側と調整を行った。
その結果、2013年4月、具体的な返還年度を含む返還ス
ケジュールが明記される形で沖縄における在日米軍施
設・区域に関する統合計画（統合計画）が公表されるこ
とになった。

本計画に基づき、全ての返還が実現すれば、沖縄本島
中南部の人口密集地に所在する6つの米軍専用施設8の
約7割の土地（約1,048ha：東京ドーム約220個分）が
返還されることとなる。統合計画においては、本計画を
可能な限り早急に実施することを日米間で確認してお
り、政府として一日も早い嘉手納以南の土地の返還が実
現するよう、引き続き全力で取り組んでいくこととして
いる。

図表Ⅲ-2-5-5（沖縄における在日米軍施設・区域に
関する統合計画）

（2）返還の進展
2013年4月の統合計画の公表以降、返還に向けた取

8	 那覇港湾施設、牧港補給地区、普天間飛行場、キャンプ瑞慶覧、キャンプ桑江及び陸軍貯油施設第1桑江タンク・ファーム

組を進め、2020年3月末には統合計画で「必要な手続の
完了後速やかに返還となる区域」（図表Ⅲ-2-5-7の赤色
の区域）とされている区域全ての返還が実現した。返還
地では順次跡地利用が進められており、例えば、2015
年3月に返還された西普天間住宅地区跡地では、地元の
要望している沖縄健康医療拠点の形成を推進している。

また、そのほかの区域で地元からの返還要望が強かっ
た一部の区域については、統合計画上の予定よりも前倒
しでの返還を実現している。これにより、例えば、普天間
飛行場の東側沿いの土地では、2021年3月に市道宜野湾
11号の全線開通が実現し、これにより地元の道路交通状
況が改善されている。さらに、2022年5月、キャンプ瑞
慶覧のロウワー・プラザ住宅地区について、返還に先
立って、緑地公園として一般利用することを日米間で合
意する旨を、現地を訪問した岸田内閣総理大臣より公表
した。

政府としては、引き続き、統合計画における嘉手納飛
行場以南の土地の返還を着実に実施し、沖縄の負担軽減
を目に見える形で実現するため、全力で取り組んでいく
こととしている。

資料33（嘉手納以南 施設・区域の返還時期（見込
み））、図表Ⅲ-2-5-6（嘉手納飛行場以南の土地の返
還実績）、図表Ⅲ-2-5-7（嘉手納飛行場以南の土地の
返還（イメージ））

 参照

 参照

図表Ⅲ-2-5-5 沖縄における在日米軍施設・
区域に関する統合計画

1,500

1,000

500

0

（単位：ha）

統合計画作成時 統合計画完了時

沖縄本島中南部の
人口密集地に所在する、
嘉手納以南の6つの
米軍専用施設※1

約7割減

1,491ha

平成25年
1月

492
ha－α

※１　6つの施設：那覇港湾施設、牧港補給地区、普天間飛行場、キャンプ瑞慶
覧、キャンプ桑江及び陸軍貯油施設第1桑江タンク・ファーム
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図表Ⅲ-2-5-6 嘉手納飛行場以南の土地の返還実績

区分 名称 返還 引き渡し 面積（ha）

統合計画において「速やかに返還」と
されている区域

牧港補給地区（北側進入路） 2013年8月 2013年8月 約1
キャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区） 2015年3月 2018年3月 約51
牧港補給地区（第5ゲート付近の区域） 2019年3月 2021年3月 約2
キャンプ瑞慶覧（施設技術部地区の一部） 2020年3月 （※） 約11

統合計画において「県内で機能移設後に返
還」とされているものの、

その後、別途の日米合意を受け前倒しで返還
されることとされた区域

普天間飛行場（東側沿いの土地） 2017年7月 2019年3月 約4
牧港補給地区（国道58号沿いの土地） 2018年3月 2019年9月 約3
普天間飛行場（佐真下ゲート付近の土地） 2020年12月 2020年12月 約0.1
牧港補給地区（（国道58号沿いの土地）ランド
リー工場地区） 2021年5月 2021年5月 約0.2

（注）図表中の（※）は今後引き渡しが予定されているもの。

図表Ⅲ-2-5-7 嘉手納飛行場以南の土地の返還（イメージ）

浦添市役所

ゆいレール

宜野湾市役所

北谷町役場

那覇IC

沖縄南IC

喜舎場
スマートIC

北中城IC

北中城村役場

沖縄市役所

沖縄県庁

那覇市役所

西原町役場

中城村役場

西原IC

那覇空港

沖縄自動車道

11ha 
（0.11㎢）

62ha
（0.62㎢）

2ha
（0.02㎢）

142ha
（1.42㎢）

16ha
（0.16㎢）

2022年度
又はその後

キャンプ瑞慶覧
（インダストリアル・コリドー等）

キャンプ瑞慶覧
（施設技術部地区の一部）

牧港補給地区
（残余の部分）

2024年度
又はその後

2024年度
又はその後

牧港補給地区
（第５ゲート付近の区域）

第１桑江タンク･ファーム

2019年3月31日
返還済

那覇港湾施設

2028年度
又はその後

56ha
（0.56㎢）

2020年3月31日
返還済 ※注5

陸軍貯油施設

（注）　１　時期及び年は、最善の見込みである。これらの時期は、国外を含む移転に向けた取組の進展により遅延する場合がある。
２　各区域の面積は概数を示すものであり、今後行われる測量等の結果に基づき、微修正されることがある。また、計数は単位（ha）未満を四捨五入
しているため符合しないことがある。

３　追加的な返還が可能かどうかを確認するため、マスタープランの作成過程において検討される。
４　キャンプ瑞慶覧（西普天間住宅地区）の返還面積については、統合計画において52haとしていたが、実測値を踏まえ51haとしている。
５　キャンプ瑞慶覧（施設技術部地区の一部）の返還面積については、統合計画において10haとしていたが、平成25年9月のJC返還合意の返還面
積を踏まえ11haとしている。

６　普天間飛行場（東側沿いの土地、佐真下ゲート付近の土地）、牧港補給地区（国道58号線沿いの土地）については、別途の日米合意により前倒しで
返還されることとされた。なお、牧港補給地区（国道58号線沿いの土地）には、2021年5月31日返還のランドリー工場地区分（0.2ha）を含む。

７　キャンプ瑞慶覧（ロウワー・プラザ住宅地区）については、返還に先立って、緑地公園として一般利用するための準備を進めていくことについ
て、2022年5月にJC合意。

８　JC（JointCommittee）－日米合同委員会

476ha
（4.76㎢）

2022年度
又はその後牧港補給地区

（国道５８号沿いの土地）

2018年3月31日
済

126ha
（1.26㎢）

2025年度
又はその後

牧港補給地区
（倉庫地区の大半を含む部分）

4ha
（0.04㎢）

23ha
（0.23㎢）

2024年度
又はその後

キャンプ瑞慶覧
（ロウワー・プラザ住宅地区）2025年度

又はその後
68ha

（0.68㎢）

5ha
（0.05㎢）

2024年度
又はその後

キャンプ瑞慶覧
（喜舎場住宅地区の一部）

キャンプ桑江

51ha
（0.51㎢）

キャンプ瑞慶覧
（西普天間住宅地区）

キャンプ瑞慶覧
（追加的な部分）

αha 

2015年3月31日
返還済

普天間飛行場
（東側沿いの土地）

2017年7月31日
返還済

4ha
（0.04㎢）

普天間飛行場
（佐真下ゲート付近の土地）

2020年12月20日
返還済

0.1ha
（0.001㎢）

※注6

※注４

※注6

※注３

普天間飛行場

返還

牧港補給地区
（北側進入路）

2013年8月31日
返還済

1ha
（0.01㎢）

例
：速やかに返還（73ha）
：県内で機能移設後に返還（834ha）
：海兵隊の国外移転後に返還（142ha＋α）

合計：1,048ha＋α

※注6

※注７

2022年5月、一般利用に向けた
解体のための共同使用に合意

凡
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6　海兵隊のグアムへの移転
2006年5月にロードマップが発表されて以降、沖縄

に所在する兵力の削減について協議が重ねられてきた。

（1）移転時期及び規模
ロードマップでは、沖縄に所在する第3海兵機動展開

部隊（ⅢMEF）の要員約8,000人とその家族約9,000人
が2014年までに沖縄からグアムに移転することとされ
たが、2011年6月の「2＋2」などで、その時期は2014
年より後のできる限り早い時期とされた。

その後、2012年4月の「2＋2」において、ⅢMEFの
要員の沖縄からグアムへの移転及びその結果として生ず
る嘉手納以南の土地の返還の双方を、普天間飛行場の代
替施設に関する進展から切り離すことを決定するととも
に、グアムに移転する部隊構成及び人数についての見直
しがなされた。

これにより、海兵空地任務部隊（MAGTF）は日本、グ
アム、ハワイに置くこととされ、約9,000人が日本国外
に移転することになった。一方で、沖縄における海兵隊
の最終的なプレゼンスは、ロードマップの水準（約1万
人）に従ったものにすることとされた。

それに伴い、2013年10月の「2＋2」においては、グ
アムへの移転時期について、2012年の「2＋2」で示さ
れた移転計画のもとで、2020年代前半に開始されるこ
ととされ、この計画は2013年4月の沖縄における在日
米軍施設・区域に関する統合計画の実施の進展を促進す
るものとされた。

また、2023年1月の「2＋2」においては、沖縄からグ
アムへの移転が2024年に開始されることなどが確認さ
れた。

（2）移転費用
ロードマップでは、施設及びインフラの整備費算定額

102.7億ドル（2008米会計年度ドル）のうち、わが国が
28億ドルの直接的な財政支援を含め60.9億ドルを提供
し、米国が残りの41.8億ドルを負担することで合意に至っ
た。わが国が負担する費用のうち、直接的な財政支援とし

9	 わが国が財政支援する事業について、これまで2009年度から2022年度までの予算を用いて総額約3,721億円（提供した資金から生じた利子の使用を含
む）が米側に資金提供された。

10	 これを受け、駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法に規定されていた株式会社国際協力銀行の業務の特例（出融資）については、2017年3月
31日に施行された同法の一部を改正する法律により廃止された。

て措置する事業について、日米双方の行動をより確実なも
のとし、これを法的に確保するため、2009年2月、日米両
政府は「第3海兵機動展開部隊の要員及びその家族の沖
縄からグアムへの移転の実施に関する日本国政府とアメ
リカ合衆国政府との間の協定」（グアム協定）に署名した。

本協定に基づく措置として、2009年度から、わが国
が財政支援する事業にかかる米国政府への資金提供を
行っている9。

その後、2012年4月の「2＋2」では、グアムに移転す
る部隊構成及び人数が見直され、米国政府による暫定的
な移転費用の見積りは86億ドル（2012米会計年度ドル）
とされた。わが国の財政的コミットメントは、グアム協
定第1条に規定された28億ドル（2008米会計年度ドル）
を限度とする直接的な資金提供となることが再確認され
たほか、わが国による家族住宅事業やインフラ事業のた
めの出融資などは利用しないことが確認された10。

また、グアム協定のもとですでに米国政府に提供され
た資金は、わが国による資金提供の一部となることとさ
れ、グアム及び北マリアナ諸島連邦の日米両国が共同使
用する訓練場の整備についても、前述の28億ドルの直
接的な資金提供の一部を活用して実施することとされ
た。このほか、残りの費用及び追加的な費用は米国が負
担することや、両政府が二国間で費用内訳を完成させる
ことについても合意された。

2013年10月の「2＋2」では、グアム及び北マリアナ
諸島連邦における訓練場の整備及び自衛隊による訓練場

米海兵隊基地キャンプ・ブラズ再発足・命名式典
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の使用に関する規定の追加などが盛り込まれたグアム協
定を改正する議定書の署名も行われた。しかし、わが国
政府からの資金提供については、引き続き28億ドル

（2008年度価格）が上限となることに変更はない。

（3）環境影響評価
グアムにおける環境影響評価については、再編計画の

調整によって変更した事業内容を反映し、所要の手続が
進められ、2015年8月に終了した。

さらに、北マリアナ諸島連邦における訓練場整備に関
する環境影響評価は、現在実施中である。

（4）グアム移転事業の進捗状況
グアムにおける環境影響評価が実施されていた間、米

国政府は、その評価の影響を受けない事業としてアン
ダーセン空軍基地及びグアム海軍基地アプラ地区におけ
る基盤整備事業などを実施してきた。米国防授権法によ
るグアム移転資金の凍結が解除されたことや、グアムに
おける環境影響評価が終了したことを受け、現在、米国
政府により、各地区において移転工事が実施されている。

図表Ⅲ-2-5-8（グアム移転事業の進捗状況（イメー
ジ））

 参照

図表Ⅲ-2-5-8 グアム移転事業の進捗状況（イメージ）

②海兵隊 フィネガヤン地区
　（キャンプ・ブラズ（主宿営地））
②海兵隊 フィネガヤン地区
　（キャンプ・ブラズ（主宿営地））

①アンダーセン空軍基地①アンダーセン空軍基地

フィネガヤン地区 下士官用隊舎整備事業等の様子

グアム海軍基地アプラ地区 司令部庁舎整備事業の様子
（2023年1月末現在）

10km

③海兵隊 南アンダーセン地区③海兵隊 南アンダーセン地区

海兵隊射撃訓練場
（米側予算事業）
海兵隊射撃訓練場

（米側予算事業）

④グアム海軍基地
　アプラ地区
④グアム海軍基地
　アプラ地区

移転事業対象地区 日本側提供資金による事業進捗状況

①　アンダーセン 空軍基地 基盤整備事業（※1）実施中

②　 海兵隊 フィネガヤン地区 
（キャンプ・ブラズ（主宿営地））

基盤整備事業（※1）実施中
下士官用隊舎整備事業（※2）ほか実施中

③　海兵隊 南アンダーセン地区 訓練場整備事業（※3）実施中

④　グアム海軍基地 アプラ地区
基盤整備事業（※1）、司令部庁舎整備事業（※4）及び診療所整備事業（※5）
完了
乗船施設整備事業（※6）実施中

※1　基盤整備事業とは、海兵隊が使用する庁舎などの施設建設にかかる敷地造成、道路整備、上下水道、電気通信などを整備する事業
※2　下士官用隊舎整備事業とは、海兵隊が使用する下士官用隊舎を整備する事業
※3　訓練場整備事業とは、海兵隊の基礎的な訓練（市街地戦闘訓練、車両走行訓練など）を実施するための施設を整備する事業
※4　司令部庁舎整備事業とは、海兵隊が使用する司令部庁舎を整備する事業
※5　診療所整備事業とは、海兵隊が使用する診療所を整備する事業
※6　乗船施設整備事業とは、海兵隊が使用する乗船に伴う施設を整備する事業
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7　その他の再編事業
（1）訓練移転
ア　航空機訓練移転（A

the Aviation Training Relocation
TR）

当分の間、嘉手納、三沢（青森県三沢市、東北町）及び
岩国の3つの在日米軍施設・区域の航空機が、自衛隊施
設における共同訓練に参加することとされたことに基づ
き、2007年以降、航空機訓練移転（ATR）11を行ってお
り、防衛省は、必要に応じ訓練移転のためのインフラの
改善を行っている。

ATRは、日米間の相互運用性の向上に資するととも
に、これまで嘉手納飛行場を利用して実施されていた空
対地射爆撃訓練の一部を移転するものであり、嘉手納飛
行場周辺の騒音軽減につながることから、沖縄の負担軽
減にも資するものである。

防衛省・自衛隊は、米軍の支援に加え、周辺住民の安
心、安全を図るため、現地連絡本部の設置、関係行政機
関との連絡や周辺住民への対応など、訓練移転の円滑な
実施に努めている。

図表Ⅲ-2-5-9（航空機訓練移転に関する主な経緯）

イ　MV-22などの訓練移転
日米両政府は、2013年10月の「2＋2」共同発表にお

いて、同盟の抑止力を維持しつつ、わが国本土を含め沖
縄県外における訓練を増加させるため、MV-22の沖縄
における駐留及び訓練の時間を削減し、わが国本土及び
地域における様々な運用への参加の機会を活用すると決
定した。これを踏まえ、普天間飛行場のMV-22の沖縄
県外での訓練などが進められてきた。

2016年9月、日米合同委員会において、沖縄県外での

11	 在日米軍航空機が自衛隊施設などにおいて共同訓練などを行うこと。

訓練の一層の推進を図り、訓練活動に伴う沖縄の負担を
軽減するため、現在普天間飛行場に所在するAH-1や
CH-53といった回転翼機やMV-22などの訓練活動を日
本側の経費負担により沖縄県外に移転することについて
合意した。

2022年度は、2022年10月に北海道、同年11月に、
長崎県、熊本県、鹿児島県、2023年2∼3月に熊本県、大
分県、鹿児島県の演習場などにおいて、日米共同訓練に
組み込んで、MV-22などの訓練移転を実施した。なお、
合意から2023年3月までに、上記に加え国外ではグア
ム、国内では青森県、岩手県、宮城県、群馬県、神奈川
県、新潟県、静岡県、滋賀県、香川県、宮崎県の演習場な
どにおいて、計18回実施してきた。

政府としては、引き続き、MV-22の参加を伴う訓練
を、沖縄からわが国本土やグアムなどに移転することに
より、MV-22の沖縄における駐留及び訓練の時間を削
減し、沖縄の一層の負担軽減に寄与する取組を推進する
こととしている。

なお、MV-22の安全性については、2012年、普天間
飛行場への配備に先立ち、政府内外の専門家、航空機パ
イロットなどからなる分析評価チームを設置するなどし
て、政府として独自に安全性を確認している。加えて、
2014年、わが国自身がオスプレイ導入を決定するにあ
たり、その検討過程のみならず、導入決定後においても、
各種技術情報を収集・分析し、安全な機体であることを
改めて確認している。

さらに、2016年から米海兵隊の教育課程に陸自のオ
スプレイ要員を派遣し、実際の機体を用いて操縦・整備
を行い、オスプレイが安定した操縦・整備が可能であり、
信頼できる機体であることを改めて確認している。

なお、CV-22については、MV-22と同じ推進システ
ムを有し、基本的な構造も共通していることから、機体
の安全性はMV-22と同等である。

政府としては、米軍の運用に際して、安全面の確保が
大前提と考えており、累次の機会を捉え、防衛大臣から
米国防長官などに対し地元への配慮と安全確保について
申し入れを行うなど、引き続き、安全面に最大限配慮す
るよう求めていく。

資料34（米軍オスプレイのわが国への配備の経緯）

 参照

 参照

図表Ⅲ-2-5-9 航空機訓練移転に関する主な経緯

合意等の時期 主な経緯

2006年5月

再編の実施のための日米ロードマップにおい
て、嘉手納、三沢及び岩国の3つの在日米軍施
設・区域から、千歳、三沢、百里、小松、築城及び
新田原の自衛隊施設における共同訓練に参加
することを確認

2011年1月及び 
同年10月

日米合同委員会において、移転先にグアムなど
を追加するとともに、訓練規模の拡大を合意

2014年3月
日米合同委員会において、三沢対地射爆撃場

（青森県三沢市、六ケ所村）を使用した空対地射
爆撃訓練を追加することを合意
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ウ　災害発生時などにおける米軍オスプレイの
有用性
2013年11月にフィリピン中部で発生した台風被害

に対する救援作戦「ダマヤン」を支援するため、沖縄に
配備されているMV-22（14機）が人道支援・災害救援

活動に投入された。MV-22は、アクセスの厳しい被災地
などに迅速に展開し、1日で数百名の孤立被災民と約6
トンの救援物資を輸送した。また、2014年4月に韓国の
珍島（チンド）沖で発生した旅客船沈没事故に際しても、
沖縄に配備されているMV-22が捜索活動に投入された。

図表Ⅲ-2-5-10 オスプレイの有用性（イメージ）

1000km

1500km

2000km

3000km

MV‐22の航続距離
約3900km

MV‐22の行動半径
約1100km（空中給油1回）

MV‐22の行動半径
約600km（給油なし）

CH‐46の行動半径
約140km

CH‐46の航続距離
約700km

伊豆諸島伊豆諸島

小笠原諸島小笠原諸島

グアム島グアム島
サイパン島サイパン島

北京北京

上海上海

マニラマニラ

ソウルソウル 東京東京

台北台北香港香港

4000km

寸法

自重
最大飛行高度
回転翼直径
貨物（外部）
貨物（内部）
搭乗員数
輸送兵員数

行動半径

航続距離
巡航速力
最大速力 約520km／ h

約490km／ h
約3900km
約600km

（兵員24名搭乗時）

24名
3～ 4名
約9100kg
約5700kg
約11.6m
約7500m
約16000kg

約270km／ h
約220km／ h
約700km
約140km

（兵員12名搭乗時）

12名
3～ 5名
約2300kg
約2300kg
約15.5m
約3000m
約7700kg

MV-22とCH-46の大きさはあまり変わりません。

17.5m

6.7m

25.7m

5.1m

■　基本性能の比較 MV-22 CH-46

行動半径
約4倍

搭載量
約3倍

最大速度
約2倍
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さらに、2015年4月のネパールにおける大地震に際し、
沖縄に配備されているMV-22（4機）が派遣され、人
員・物資輸送に従事した。

国内においても、2016年熊本地震に際し、MV-22が
派遣され、被災地域への生活物資の輸送に従事した。

このように、MV-22は、その高い性能と多機能性によ
り、大規模災害が発生した場合にも迅速かつ広範囲にわ
たって人道支援・災害救援活動を行うことが可能であり、
2014年から防災訓練でも活用されている。2016年9月
には、長崎県佐世保市総合防災訓練に2機のMV-22が
参加し、離島への輸送訓練などを行った。なお、CV-22
についても、MV-22と同様、大規模災害が発生した場合
には、捜索救難などの人道支援・災害救援活動を迅速か
つ広範囲にわたって行うことが可能とされている。

今後も、米軍オスプレイは、このような様々な事態に
おいて、その優れた能力を発揮していくことが期待され
ている。

図表Ⅲ-2-5-10（オスプレイの有用性（イメージ））、
資料34（米軍オスプレイのわが国への配備の経緯）

8　在日米軍再編を促進するための取
組

2006年5月のロードマップに基づく在日米軍の再編
を促進するため、2007年8月に駐留軍等の再編の円滑
な実施に関する特別措置法（再編特措法）が施行され、
これに基づき、再編交付金や公共事業に関する補助率の
特例などの制度が設けられた。

加えて、再編の実施により施設・区域の返還や在沖米
海兵隊のグアムへの移転などが行われ、在日米軍従業員
の雇用にも影響を及ぼす可能性があることから、雇用の
継続に資するよう技能教育訓練などの措置を講ずること
としている。

なお、再編特措法については、2017年3月31日限り
で効力を失うこととなっていたが、今後も実施に向けた
取組が必要な再編事業があることから、同年3月31日、
同法の有効期限を2027年3月31日まで10年間延長す
るなどの同法の一部を改正する法律が施行された。

資料35（駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別
措置法の概要）

	 33	 在日米軍の駐留に関する取組

1　在日米軍の態勢の最適化
（1）在沖米海兵隊部隊の海兵沿岸連隊（MLR）へ

の改編
在日米軍の態勢の最適化の一環として、沖縄のキャン

プ・ハンセンに所在する第12海兵連隊は2025年まで
に第12海兵沿岸連隊へと改編される。第12海兵連隊が
砲兵部隊として主に砲兵火力を有しているのに対し、改
編後の海兵沿岸連隊は、対艦ミサイルによる対艦攻撃能
力や、防空能力、後方支援能力、ISR能力など、様々な能
力を有することとなる。

（2）横浜ノース・ドックにおける小型揚陸艇部
隊の新編

2023年4月、災害発生時を含む緊急事態における米軍
の海上機動力を強化するため、横浜ノース・ドックに米
陸軍の小型揚陸艇部隊が新編された。同部隊の新編は、わ
が国における日米同盟の輸送能力の強化に資するととも
に、地域における米軍の機動性を向上させることとなる。

2　沖縄における在日米軍の駐留
沖縄は、米本土やハワイ、グアムなどと比較して、わ

が国の平和と安全にも影響を及ぼし得る朝鮮半島や台湾
海峡といった潜在的紛争地域に近い位置にあると同時
に、これらの地域との間にいたずらに軍事的緊張を高め
ない程度の一定の距離を置いているという利点を有して
いる。また、沖縄は多数の島嶼で構成され、全長約
1,200kmに及ぶ南西諸島のほぼ中央に所在し、全貿易
量の99％以上を海上輸送に依存するわが国の海上交通
路（シーレーン）に隣接している。さらに、周辺国から見
ると、沖縄は、大陸から太平洋にアクセスするにせよ、
太平洋から大陸へのアクセスを拒否するにせよ、戦略的
に重要な目標となるなど、安全保障上極めて重要な位置
にある。

こうした地理的特徴を有する沖縄に、高い機動力と即
応性を有し、幅広い任務に対応可能な米海兵隊などの米
軍が駐留していることは、日米同盟の実効性をより確か
なものにし、抑止力を高めるものであり、わが国の安全

 参照

 参照
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のみならず、インド太平洋地域の平和と安定に大きく寄
与している。

一方、沖縄県内には、飛行場、演習場、後方支援施設な
ど多くの在日米軍施設・区域が所在しており、2023年
1月1日時点でわが国における在日米軍施設・区域（専
用施設）のうち、面積にして約70％が沖縄に集中し、県
面積の約8％、沖縄本島の面積の約14％を占めている。
このため、沖縄における負担の軽減については、前述の
安全保障上の観点を踏まえつつ、最大限の努力をする必
要がある。

（1）沖縄の在日米軍施設・区域の整理・統合・
縮小への取組

政府は、1972年の沖縄県の復帰に伴い、83施設、面
積約278km2を在日米軍施設・区域（専用施設）として
提供した。一方、沖縄県への在日米軍施設・区域の集中
が、県民生活などに多大な影響を及ぼしているとして、
その整理・統合・縮小が強く要望されてきた。

日米両国は、地元の要望の強い事案を中心に整理・統
合・縮小の努力を継続し、1990年には、いわゆる23事
案について返還に向けた所要の調整・手続を進めること
を合意し、1995年には、那覇港湾施設（那覇市）の返還、
読
よみ

谷
たん

補助飛行場の返還、県道104号線越え実弾射撃訓練
の移転（いわゆる沖縄3事案）についても解決に向けて
努力することになった。

その後、1995年に起きた不幸な事件や、これに続く
沖縄県知事の駐留軍用地特措法に基づく署名・押印の拒
否などを契機として、負担は国民全体で分かち合うべき
であるとの考えのもと、整理・統合・縮小に向けて一層
の努力を払うこととした。そして、沖縄県に所在する在
日米軍施設・区域にかかわる諸課題を協議する目的で、
国と沖縄県との間に「沖縄米軍基地問題協議会」を、ま
た、日米間に「沖縄に関する特別行動委員会（SACO）」
を設置し、1996年、いわゆるSACO最終報告が取りま
とめられた。

図表Ⅲ-2-5-11 沖縄の地政学的位置と在沖米海兵隊の意義・役割（イメージ）

北京

マニラ

ソウル

東京

台北
香港

伊豆諸島

小笠原諸島

グアム島

サイパン島

沖縄

約1,250㎞

約650㎞

500km

わが国のシーレーン

約2,750㎞

約3,200㎞

沖縄は戦略的要衝に存在

大陸から太平洋へのアクセス

在沖米海兵隊の意義・役割
わが国の戦略的要衝として重要性を有する沖

縄本島に、わが国の安全保障上、南西諸島地域に
おける防衛力を維持する必要性は極めて高い。こ
うした地理的優位性を有する沖縄において、優れ
た即応性・機動性を持ち、武力紛争から自然災害
に至るまで、多種多様な広範な任務に対応可能な
米海兵隊（※2）が駐留することは、わが国のみな
らず、東アジア地域の平和や安全の確保のために
重要な役割を果たしている。
※2　海兵隊は、訓練時や展開時には司令部、陸上・航空・後方

支援の各要素を同時に活用しており、各種事態への速や
かな対処に適している。

沖縄の地理的優位性
○　沖縄本島は、南西諸島のほぼ中央にあり、ま
た、わが国のシーレーン（※1）に近いなど、わが
国の安全保障上、極めて重要な位置にある。

○　朝鮮半島や台湾海峡といった、わが国の安全
保障に影響を及ぼす潜在的な紛争発生地域に
相対的に近い（近すぎない）位置にある。
→　潜在的紛争地域に迅速に部隊派遣が可能
な距離にあり、かつ、いたずらに軍事的緊張
を高めることなく、部隊防護上も近すぎない
一定の距離を置ける位置にある。

○　周辺国からみると、大陸から太平洋にアクセ
スするにせよ太平洋から大陸へのアクセスを
拒否するにせよ、戦略的に重要な位置にある。

※1　わが国は、全貿易量の99％以上を海上輸送に依存
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資料36（23事案の概要）、図表Ⅲ-2-5-11（沖縄の地
政学的位置と在沖米海兵隊の意義・役割（イメー
ジ））、図表Ⅲ-2-5-12（沖縄における在日米軍主要部
隊などの配置図（2022年度末現在））

 参照

図表Ⅲ-2-5-12 沖縄における在日米軍主要部隊などの配置図（2022年度末現在）

20km

在日米海兵隊在日米空軍

在日米海軍在日米陸軍

（注）在日米軍ホームページなどをもとに作成

第3海兵後方支援群司令部

牧港補給地区

第1-1防空砲兵大隊
●ペトリオットPAC-3

沖縄艦隊基地隊
対潜哨戒機中隊
●P-8A哨戒機　など

第3海兵師団司令部
第3海兵機動展開部隊司令部

キャンプ・コートニー

第12海兵連隊（砲兵）
第31海兵機動展開隊司令部

キャンプ・ハンセン

第4海兵連隊（歩兵）

キャンプ・シュワブ

●港湾施設
●貯油施設

ホワイト・ビーチ地区

第36海兵航空群
●CH-53ヘリ
●AH-1ヘリ
●UH-1ヘリ
●MV-22オスプレイ　など

普天間飛行場

第1海兵航空団司令部

キャンプ瑞慶覧

第10支援群
第1特殊部隊群（空挺）第1大隊

トリイ通信施設

第18航空団
●F-15戦闘機
●KC-135空中給油機
●HH-60ヘリ
●E-3早期警戒管制機　など

嘉手納飛行場

図表Ⅲ-2-5-13 SACO最終報告関連施設・区域
（イメージ）

キャンプ・ハンセン

キャンプ・シュワブ水域

伊江島補助飛行場
い　え じま

金武ブルー・ビーチ訓練場
き　ん

瀬名波通信施設
せ　な　は

ギンバル訓練場

嘉手納飛行場
か　で　な

普天間飛行場
ふ てん ま

那覇港湾施設

キャンプ桑江
くわ え キャンプ瑞慶覧

ず　け らん

読谷補助
飛行場　

よみたん

牧港補給
地区　　

まきみなと

トリイ通信
施設　　

楚辺通信所
そ　べ

安波訓練場
あ　は

北部訓練場

：土地の返還にかかわる施設・区域
：土地の返還にかかわる施設・区域
  （共同使用を解除）
：移設・移転先とされている施設・区域

図表Ⅲ-2-5-14 沖縄在日米軍施設・区域（専用
施設）の件数及び面積の推移

0
50

100
150
200
250
300
350
400

1980年
度末

1990年
度末

1972年
5月

（復帰時）

1971年
6月

（沖縄返還
協定締結時）

面積（km2）
件数（件）

249 242

46 43

278

83

353

144

2023年
1月現在

SACO
最終報告

（1996年）

38

235
185

31

356日本の防衛

第5節在日米軍の駐留に関する取組

第
2
章

日
米
同
盟

第
Ⅲ
部

防衛2023_3-2-05.indd   356防衛2023_3-2-05.indd   356 2023/06/23   16:46:482023/06/23   16:46:48



（2）SACO最終報告の概要
SACO最終報告の内容は、土地の返還、訓練や運用の

方法の調整、騒音軽減、日米地位協定の運用改善であり、
関連施設・区域が示された。SACO最終報告が実施され
ることにより返還される土地は、当時の沖縄県に所在す
る在日米軍施設・区域の面積の約21％（約50km2）に相
当し、復帰時からSACO最終報告までの間の返還面積
約43km2を上回るものとなる。

資料37（SACO最終報告（仮訳））、資料38（SACO
最終報告の主な進捗状況）、資料39（沖縄の基地負担
軽減に関する協議体制）、図表Ⅲ-2-5-13（SACO最
終報告関連施設・区域（イメージ））、図表Ⅲ-2-5-14

（沖縄在日米軍施設・区域（専用施設）の件数及び面
積の推移）

（3）北部訓練場の過半の返還
北部訓練場の返還にあたっては、返還される区域に所

在する7つのヘリパッドを既存の訓練場内に移設するこ
とが条件であったが、自然環境に配慮し、7つ全てでは

なく、最低限の6つとすることなどについて米側と同意
したうえで、移設工事を進めた。2016年12月にヘリ
パッドの移設が完了し、SACO最終報告に基づき、国

くに
頭
がみ

村
そん

及び東
ひがし

村
そん

に所在する北部訓練場の過半、約4,000haの
返還が実現した。

この返還は、沖縄県内の在日米軍施設・区域（専用施
設）の約2割にあたる、沖縄の本土復帰後最大のもので
あり、1996年のSACO最終報告以来、20年越しの課題
であった。

この返還された土地については、防衛省において、沖
縄県における駐留軍用地跡地の有効かつ適切な利用の推
進に関する特別措置法に基づき、その有効かつ適切な利
用が図られるよう、跡地利用をするうえでの支障の除去
に関する措置（土壌汚染調査など）を講じ、2017年12
月、土地所有者へ引渡しを行った。また、2021年7月に
は、返還地を含む沖縄本島北部が「奄美大島、徳之島、沖
縄島北部及び西表島」の一部として世界自然遺産に登録
された。

 参照

図表Ⅲ-2-5-15 沖縄を除く地域における在日米軍主要部隊などの配置図（2022年度末現在）

500km

（注）在日米軍ホームページなどをもとに作成

在日米海兵隊在日米空軍

在日米海軍在日米陸軍

第12海兵航空群
●F／A-18戦闘攻撃機
●KC-130空中給油機
●F-35B戦闘機
●C-12輸送機　など

第5空母航空団（空母艦載機）
●F／A-18戦闘攻撃機
●EA-18電子戦機
●E-2早期警戒機
●C-2輸送機

岩国

横須賀艦隊基地隊
第7艦隊
●空母（ロナルド・レーガン）
●巡洋艦
●揚陸指揮艦（ブルーリッジ）
●駆逐艦　など

横須賀　在日米海軍司令部

厚木航空基地隊
第5空母航空団
●MH-60ヘリ

厚木

第5空軍司令部
第374空輸航空団
●C-130輸送機
●C-12輸送機
●UH-1ヘリ
●CV-22

第38防空砲兵旅団司令部

相模　総合補給廠

第1軍団（前方）

座間　在日米陸軍司令部

横田　在日米軍司令部

三沢

第10ミサイル防衛中隊
●TPY-2レーダー（いわゆる「Xバンド・レーダー」）

車力

統合戦術地上ステーション

三沢航空基地隊
第7艦隊哨戒偵察航空群
●P-8A対潜哨戒機　など

第35戦闘航空団
●F-16戦闘機

第14ミサイル防衛中隊
●TPY-2レーダー（いわゆる「Xバンド・レーダー」）

経ヶ岬

佐世保艦隊基地隊
第7艦隊
●強襲揚陸艦（アメリカ）
●輸送揚陸艦
●揚陸艦
●掃海艦　など

佐世保
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3　神奈川県における在日米軍につい
て

（1）横須賀海軍施設への米空母の展開
米太平洋艦隊のプレゼンスは、インド太平洋地域にお

12	 原子力空母は、燃料を補給する必要がないうえ、航空機の運用に必要な高速航行を維持できるなど、戦闘・作戦能力に優れている。

ける海洋の安全や地域の平和と安定に重要な役割を果た
しており、米空母はその能力の中核となるものである。

米海軍は、横須賀海軍施設（神奈川県横須賀市）に前
方展開している原子力空母12「ロナルド・レーガン」をは
じめ、わが国の港に停泊中のすべての原子力艦につい

図表Ⅲ-2-5-16 神奈川県における在日米軍施設・区域の整理など（イメージ）

旭区

戸塚区

泉区

金沢区

中区

鶴見区

磯子区

南区

瀬谷区

横浜市

逗子市

横須賀市

位
置 名称 所在地 面積

（ha） 返還予定など

位置 名称 所在地 内容

位置 名称 所在地 内容

位置 名称 所在地 面積 内容

① 小柴貯油施設 横浜市金沢区 約53 05（平成17）年12月返還

② 富岡倉庫地区 横浜市金沢区 約3 09（平成21）年5月返還

③ 深谷通信所 横浜市泉区 約77 14（平成26）年6月返還

④ 上瀬谷通信施設 横浜市瀬谷区、
旭区 約242 15（平成27）年6月返還

⑤ 根岸住宅地区 横浜市中区、
南区、磯子区 約43

池子住宅地区及び海軍
補助施設における家族
住宅等の建設完了時点
で返還

⑥
池子住宅地区
及び海軍補助
施設の飛び地

横浜市金沢区 約1 現在の使用が終了した
時点で返還手続開始

⑦
池子住宅地区
及び海軍補助
施設

横浜市域 ― 家族住宅等の建設

⑧ 横須賀海軍施設 横須賀市 独身下士官宿舎

⑨ 浦郷倉庫地区 横須賀市 桟橋

⑩ 池子住宅地区及
び海軍補助施設 逗子市域 生活支援施設、運動施設、

修繕用作業所、消防署

⑪ 鶴見貯油施設 横浜市鶴見区 消防署

04（平成16）年10月　日米合同委員会合意

18（平成30）年11月　日米合同委員会合意

⑦ 池子住宅地区及び
海軍補助施設 横浜市域 家族住宅等の建設取り止

め

⑤ 根岸住
宅地区

横浜市
中区、
南区、
磯子区

約43ha

原状回復作業を速やかに実施す
るため、根岸住宅地区の共同使
用について日米間で協議を開始
し、具体的な返還時期について
は、これらの作業の進捗に応じ
日米間で協議

【共同使用及び返還】

【建設の取り止め】

：返還済

【施設整備】

④

⑤

②

⑪

①

⑧

⑨

③

⑥
⑦

⑩
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て、通常、原子炉を停止させることや、わが国において
原子炉の修理や燃料交換を行わないことなど、安全面で
の方針を守り続けることを確約しており、政府として
も、引き続きその安全性確保のため、万全を期すことと
している。

（2）在日米軍施設・区域の整理など
神奈川県内の米軍施設・区域の整理などについては、

2004年10月の日米合同委員会合意に基づき、すでに上
瀬谷通信施設や深谷通信所などの返還が実現した。

一方、当初の合意から10年以上が経過し、わが国をと
り巻く安全保障環境は一層厳しさを増しており、横須賀
海軍施設における米艦船の運用が増大するなど、米海軍

の態勢及び能力に変化が生じている。このような状況を
踏まえ、2018年11月の日米合同委員会において、①米
海軍の施設所要を満たすための施設整備、②根岸住宅地
区の原状回復作業を実施するための共同使用の協議の開
始、③池子住宅地区及び海軍補助施設の横浜市域におけ
る家族住宅などの建設の取り止めについて合意した。そ
の後、2019年11月の日米合同委員会において、根岸住
宅地区の共同使用について合意した。

図表Ⅲ-2-5-15（沖縄を除く地域における在日米軍
主要部隊などの配置図（2022年度末現在））、図表Ⅲ
-2-5-16（神奈川県における在日米軍施設・区域の整
理など（イメージ））

 参照

359 令和5年版	防衛白書

第5節 在日米軍の駐留に関する取組

第
2
章

日
米
同
盟

第
Ⅲ
部

防衛2023_3-2-05.indd   359防衛2023_3-2-05.indd   359 2023/06/23   16:46:492023/06/23   16:46:49



安全保障・防衛分野における国際協力の必要性がかつ
てなく高まる中、防衛省・自衛隊としても、わが国の安全
及び地域の平和と安定、さらには国際社会全体の平和と
安定及び繁栄の確保に積極的に寄与していく必要がある。
同盟国・同志国などと連携し、力による一方的な現状変
更を許容しない安全保障環境を創出していくことは、防
衛戦略における第一の防衛目標である。

このため、防衛戦略は、同盟国のみならず、一か国で
も多くの国々と連携を強化することが極めて重要である
との観点から、「自由で開かれたインド太平洋（F

Free and Open Indo-Pacific
OIP）」

というビジョンの実現に資する取組を進めていくことと
している。

さらに、力による一方的な現状変更やその試みに対抗
し、わが国の安全保障環境を確保するため、同盟国・同
志国と協力・連携を深めていくことが不可欠である。

また、グローバルな安全保障上の課題などへの取組と
して、海洋における航行・上空飛行の自由や安全の確保、
宇宙領域やサイバー領域の利用にかかる関係国との連
携・協力、国際平和協力活動、軍備管理・軍縮、大量破
壊兵器などの不拡散などの取組をより積極的に推進する
こととしている。

こうした取組の実施にあたっては、日米同盟を重要な
基軸と位置づけつつ、地域の特性や各国の事情を考慮し
たうえで、多角的・多層的な防衛協力・交流を積極的に
推進していく。その際、同志国などとの連携強化を効果
的に進める観点から、円滑化協定（R

Reciprocal Access Agreement
AA）、物品役務相互

提供協定（A
Acquisition and Cross-Servicing Agreement

CSA）、防衛装備品・技術移転協定などの制
度的枠組みの整備をさらに推進していく考えである。

図表Ⅲ-3-1（「自由で開かれたインド太平洋」ビジョ
ンにおける防衛省の取組（イメージ））

	第1節	 多角的・多層的な安全保障協力の戦略的な推進に向けて
	 11	 同志国などとの連携の意義と変遷など

1　同志国などとの連携の意義と変遷
グローバルなパワーバランスの変化が加速化・複雑化

し、政治・経済・軍事などにわたる国家間の競争が顕在
化する中で、インド太平洋地域の平和と安定は、わが国
の安全保障に密接に関連するのみならず、国際社会にお
いてもその重要性が増大してきている。

こうした中、防衛省・自衛隊としては、各国間の信頼
を醸成しつつ、地域共通の安全保障上の課題に対して各
国が協調して取り組むことができるよう、国際情勢、地
域の特性、相手国の実情や安全保障上の課題を見据えな
がら、多角的・多層的な防衛協力・交流を戦略的に推進

していく考えである。
また、力による一方的な現状変更やその試みを抑止

し、事態発生時には、同志国の支援を受けられるよう、
平素から一層連携していくことが必要である。

防衛協力・交流の形態として、ハイレベルなどの対話
や交流、共同訓練・演習のほか、他国の安全保障・防衛
分野における人材育成や技術支援などを行う能力構築支
援、自国の安全保障や平和貢献・国際協力の推進などの
ために行う防衛装備・技術協力などがある。

これまで防衛省・自衛隊は、二国間の対話や交流を通
じて、いわば顔が見える関係を構築することにより、対
立感や警戒感を緩和し、協調的・協力的な雰囲気を醸成

 参照

資料：多角的・多層的な安全保障協力
URL：https://www.mod.go.jp/j/approach/exchange/index.html
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する努力を行ってきた。これに加え、共同訓練・演習や
能力構築支援、防衛装備・技術協力、さらにACSAなど
の制度的な枠組みの整備など、多様な手段を適切に組み
合わせ、二国間の防衛関係を従来の交流から協力へと段
階的に向上させている。

また、域内の多国間安全保障協力・対話も、従来の対
話を中心とするものから域内秩序の構築に向けた協力へ
と発展しつつある。こうした二国間・多国間の防衛協
力・交流を多層的かつ実質的に推進し、望ましい安全保
障環境の創出につなげていくことが重要となっている。

2023年5月に岸田内閣総理大臣が議長として主催し
たG7広島サミットにおいては、招待国の首脳とゼレン
スキー・ウクライナ大統領を交えたセッションにおい
て、法の支配や国連憲章の諸原則などの重要性について
認識の一致を得ることができた。また、岸田内閣総理大
臣は、広島サミットの機会に実施した日・ウクライナ首
脳会談において、新たに100台規模のトラックなどの自
衛隊車両及び約3万食の非常用糧食を提供することなど
を伝達し、両首脳は更に緊密に連携していくことで一致
した。

広島サミット後の議長国記者会見において、岸田内閣
総理大臣は、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序
を守り抜き、国際的なパートナーへの関与を強化する観
点から引き続きG7の議論を主導していく旨表明した。

資料40（各種協定締結状況）、資料41（留学生受入
実績（2022年度の新規受入人数））、図表Ⅲ-3-1-1

（防衛協力・交流とは）、図表Ⅲ-3-1-2（ハイレベル
交流の実績（2022年4月～2023年3月））

2　「自由で開かれたインド太平洋」
（FOIP）というビジョンのもとで
の取組

（1）インド太平洋地域の特徴
法の支配に基づく自由で開かれた海洋秩序は、国際社

会の安定と繁栄の礎である。特に、インド太平洋地域は、
世界人口の半数を擁する世界の活力の中核であり、この
地域を自由で開かれた「国際公共財」とすることにより、
地域全体の平和と繁栄を確保していくことが重要である。

一方で、この地域においては、わが国周辺を含め、軍
事力の急速な近代化や、軍事活動を活発化させている国
がみられるなど、FOIPの実現のためには多くの課題が
存在している。

（2）防衛省における取組の方向性
こうした状況を踏まえ、防衛省・自衛隊としては、例

えば、防衛協力・交流を活用しながら、主要なシーレー
ンの安定的な利用を継続できるように取組を進めてい
る。また、軍事力の近代化や軍事活動を活発化させてい
る国に対しては、相互理解や信頼醸成を進めながら、不
測の事態を回避することで、わが国の安全を確保するこ
ととしている。さらに、地域内において、環境の変化に
対応すべく取組を実施している各国に対しては、防衛協
力・交流を通じてこうした取組に協力することにより、
地域の平和と安定にも貢献することを目指している。

（3）FOIPの拡がり
わが国は、日米同盟を基軸としつつ、日米豪印（クアッ

ド）などの取組を通じて、同志国との協力を深化し、
FOIPの実現に向けた取組を更に進める方針である。東
南アジア・南アジア・太平洋島嶼国及び中東・アフリ
カ・中南米地域の諸国に対しては、幅広い手段を活用し
ながら、FOIPの実現に向けて協力を強化することとし
ている。例えば、2023年5月､ G7広島サミットの機会
に実施された日米豪印首脳会合において、FOIPという
共通のビジョンへの強固なコミットメントを改めて確認
した。

防衛省・自衛隊として、具体的には、この地域に所在
する諸国と良好な関係を確立し、自衛隊による港湾・空
港の安定的な利用を可能にすることにより、シーレーン
の安定的な利用の維持に取り組んでいる。また、これら

 参照

G7広島サミット（2023年5月）【首相官邸HP】
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図表Ⅲ-3-1 「自由で開かれたインド太平洋」ビジョンにおける防衛省の取組（イメージ）

インド太平洋地域の特色

「自由で開かれたインド太平洋」（FOIP）ビジョンにおける
防衛省の取組

経　緯
〇　2016年8月、安倍内閣総理大臣（当時）はケニアで開催されたTICAD Ⅵの基調演説において、「自由で開かれたインド太平洋」（Free 

and Open Indo-Pacific）の考え方を提唱。
〇　自由で開かれたインド太平洋を介してアジアとアフリカの「連結性」を向上させ、地域全体の安定と繁栄を促進することを目指す。
〇　2023年3月、岸田内閣総理大臣は、インドで開催されたインド世界問題評議会（ICWA）の政策スピーチでFOIPのための新たなプラン

を発表。

FOIP協力の新たな柱
①平和の原則と繁栄のルール　　②インド太平洋流の課題対処
③多層的な連結性　　　　　　　④「海」から「空」へ拡がる安全保障・安全利用の取組

✓ 「自由で開かれたインド太平洋」ビジョンの実現に向け、政府一体となって取り組んでいく方針✓ 「自由で開かれたインド太平洋」ビジョンの実現に向け、政府一体となって取り組んでいく方針

✓ インド太平洋地域は安全保障上多くの課題が存在
✓ 防衛協力・交流を活用し、わが国にとって望ましい安全保障環境を創出

✓ FOIPは包摂的なものであり、この考えに賛同するのであれば、いずれの国とも協力可能

「自由で開かれたインド太平洋」の基本的な考え方
〇　インド太平洋地域は、世界人口の半数を擁する世界の活力の中核であり、この地域の安定的で自律的な発展を実現することは、世界の

安定と繁栄にとって不可欠
〇　「自由で開かれたインド太平洋」ビジョンは、インド太平洋地域全体に広がる自由で活発な経済社会活動を促進し、地域全体の繁栄を実

現することを目指すもの

〇　わが国の主要なシーレーンが通過し、世界人口の多くが集中。また、経済成長も著しいことを踏まえれば、当地域の安定はわが国の安全
と繁栄のために極めて重要

〇　一方で、地域内では軍事力の急速な近代化や軍事活動の活発化がみられるなど、地域の安定にはさまざまな課題が存在
〇　また、地域内では、こうした急速な環境の変化に対応すべく各国が取組を実施

防衛省における取組の方向性
〇　防衛協力・交流を活用し、主要シーレーンの安定した利用を確保
〇　信頼醸成や相互理解を進め、不測の事態を回避
〇　関係各国と協力し、地域の平和と安定に貢献

〇　防衛省・自衛隊としては、重要なシーレーンが通過する東南アジア、南アジア、太平洋島嶼国に加え、エネルギー安全保障上重要な中東
やアフリカ、中南米といったインド太平洋の各地域との間で、防衛協力・交流を強化

〇　推進にあたっては、米国、オーストラリア、インド及び英国、フランス、ドイツ、イタリアなどの欧州諸国や、カナダ、ニュージーランドと
いった、FOIPというビジョンを共有し、インド太平洋地域につながりを有する国々との間で積極的に協働

欧州諸国
NATO、EU

ニュージー
ランド※地図等についてはイメージ

主要シーレーン

インド洋

太 平 洋
中東・
アフリカ インド

南アジア
東南
アジア

日本

カナダ

米国

中南米

オーストラリア

太平洋
島嶼国
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図表Ⅲ-3-1-1 防衛協力・交流とは

ツール①　人による協力・交流
…　「2+2」・防衛相会談・幕僚長級会談などのハイレベルの会談、防衛当局間の実務者協議、多国間の国際会議などにおいて、防衛政

策や地域情勢、防衛協力・交流案件などにつき、率直な意見交換を行うことで、会談国同士の相互理解や信頼醸成、また、その後の防衛
協力・交流を推進する。留学生の交換、研究教育の交流においては、他国の防衛政策や部隊の実態に対する理解を深めるとともに、人的
ネットワークの構築により信頼関係の増進を図る。

防衛協力・交流は、様々なツールを使って二国間・多国間の防衛関係を強化することで、わが国及び国際社会の平和と安定を確保するため
の重要な取組である。

〇　わが国にとって望ましい安全保障環境の創出
〇　わが国へ脅威が及ぶことを抑止し、侵害が容易でないと認識させる
〇　相互理解や信頼醸成により、不測の事態を防止

ツール②　部隊による協力・交流
…　親善訓練、艦艇や航空機の相互訪問（寄港・寄航）、部隊同士の交流行事などを通して、相手国との相互信頼を高め、協力関係を推進

する。他国との共同訓練や演習においては、相手国の部隊と連携する力を高めることで、技量向上に加え、国同士の防衛関係を強化する。

ツール③　能力構築支援
…　様々な分野におけるセミナーや実習、技術指導、教育・訓練の視察や意見交換などの事業を行うことで、一定の期間をかけて対

象国の具体的で着実な能力の向上を図り、相手国軍隊などが国際平和・地域の安定のための役割を果たすことを促進する。

ツール④　防衛装備・技術協力
…　装備品の海外移転、共同研究・開発、国際展示会への出展、官民防衛産業フォーラムの開催などを通じて、わが国の防衛産業基盤

の維持・強化を図るとともに、わが国および相手国軍隊の能力向上や、相手国との防衛協力関係を維持・強化する。

（参考）防衛協力にかかる各種協定の締結
…　円滑化協定、防衛装備品・技術移転協定、物品役務相互提供協定、情報保護協定など、協力の枠組みを具体化・制度化し、防衛協

力・交流をより円滑かつ安定的に進められるようにする。

防衛協力・交流とは

防衛協力・交流の目的

防衛協力・交流のツール

豪軍への連絡官派遣日米豪シニア・リーダーズ・セミナー

日米ソロモン親善訓練

衛生
（フィジー）

PKO（施設）
（モンゴル）

人道支援・災害救援
（ASEAN）

軍楽隊育成
（パプアニューギニア）

日豪円滑化協定の署名
【首相官邸HP】

日英円滑化協定の署名
【首相官邸HP】

日印物品役務相互提供協定の署名
【外務省】

日独情報保護協定の署名【外務省】

豪海軍主催インド太平洋
シーパワー会議

日印「2+2」

日米豪共同訓練
（コープ・ノース23）

日米加共同訓練
（ノーブル・レイヴン22）

米尼陸軍との実動訓練
（ガルーダ・シールド22）

ユーロサトリ2022フィリピンへの警戒管制レーダー移転 DSEI JAPAN 2023日越官民防衛産業
フォーラム

363 令和5年版 防衛白書

第1節 多角的・多層的な安全保障協力の戦略的な推進に向けて

第
3
章

同
志
国
な
ど
と
の
連
携

第
Ⅲ
部

防衛2023_3-3-01.indd   363防衛2023_3-3-01.indd   363 2023/06/23   9:56:502023/06/23   9:56:50



の国々がインド太平洋地域の安定のための役割をさらに
効果的に果たすことができるように共同訓練や能力構築
支援といった防衛協力・交流を進めている。

同盟国である米国をはじめ、オーストラリア、インド、
英国・フランス・ドイツなどの欧州諸国、カナダ及び
ニュージーランドは、わが国と基本的価値を共有するの
みならず、インド太平洋地域に地理的・歴史的なつなが
りを有する国々である。

これらの国々に対しては、インド太平洋地域へのさら
なる関与を行うよう働きかけ、わが国単独の取組よりも
効果的な協力を実施できるように防衛協力・交流を進め

ている。
FOIPというビジョンは包摂的であり、今後とも、こ

のビジョンに賛同するすべての国と協力を推進すること
としている。

（4）相互理解や信頼醸成を進めていく国々
中国に対しては、防衛交流の機会を通じ、わが国周辺

における軍事活動の活発化や軍備の拡大に対するわが国
の懸念を伝達することで、相互理解や信頼醸成を進め、
不測の事態を回避することにより、わが国の安全を確保
することとしている。

	 22	 各国との防衛協力・交流の推進
安全保障分野での協力・交流を推進するに際しては、

地域の特性、相手国の実情やわが国との関係なども踏ま
えつつ、最適な手段を組み合わせた二国間での防衛協
力・交流が重要となる。

図表Ⅲ-3-1-2 ハイレベル交流の実績（2022年4月～2023年3月）

5 回以上
3 ～ 4回
2 回
1 回

ハイレベル交流とは、本図表においては防衛大臣・防衛副大臣・防衛大臣政務官・事務次官・防衛審議官・各幕僚長とそれぞれのカウンターパー
トとの２国間会談を指している。
2022年4月～ 2023年3月の期間では、以下の国々とハイレベル交流が実施されたが、そのほかの国々とも過去にハイレベル交流やそのほか
の防衛協力・交流が実施されている。世界中の様々な国々とハイレベル交流が実施されていることがこの図からよくわかる。

オーストリア

オーストラリア

バングラデシュ

ベルギー

ブルガリア

ブルネイ

中国

チェコ

ジブチ

スペイン

フィンランド

フィジー

フランス

インドネシア

イスラエル
インド

イラン

ヨルダン
カンボジア

韓国

カザフスタン

ラオス

スリランカ

モンゴル

マレーシア

オランダ

ニュージーランド

フィリピンパキスタン

ポーランド

パラオ

ルーマニア

サウジアラビア

ソロモン諸島

スウェーデン

シンガポール

スロベニア

トルコ

ベトナム

ドイツ

英国

イタリア

ウクライナ

タイ

カナダ

チリ

コロンビア

ペルー
トンガ

米国
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1　オーストラリア
（1）オーストラリアとの防衛協力・交流の意義

オーストラリアは、ともに米国の同盟国として、基本
的価値のみならず安全保障上の戦略的利益を共有するわ
が国にとって、インド太平洋地域の特別な戦略的パート
ナーである。

日豪防衛協力の深化を背景に、変化する安全保障環境
への対応や自由で開かれた国際秩序の維持・強化のた
め、2022年10月、新たな「安全保障協力に関する日豪
共同宣言」を発表したほか、日豪ACSA1や日豪情報保護
協定、日豪防衛装備品・技術移転協定、日豪円滑化協定

（RAA）2といった協力のための基盤を整備してきている。

（2）最近の主要な防衛協力・交流実績など
2022年6月、岸防衛大臣（当時）は、マールズ・オー

ストラリア副首相兼国防大臣と東京において会談を実施
し、インド太平洋地域において共通の安全保障課題と利
益を有する「特別な戦略的パートナー」である日豪の防
衛関係は極めて重要であるとの認識のもと、次の6点を
含む防衛協力を引き続き野心的かつ前向きに進めていく
ことで一致した。
・・　日豪円滑化協定（RAA）により促進される防衛協力

をさらに強化すること
・・　各領域において演習や活動を高度化し、相互運用性

の向上を図ること
・・　各国の強みを活かし、科学技術及び戦略能力におけ

1 物品役務相互提供協定（ACSA）は、共同訓練、国際連合平和維持活動、人道的な国際救援活動、大規模災害への対処のための活動などのために必要な物品
又は役務の相互の提供に関する基本的な条件を定めるものである。

2 円滑化協定は、一方の国の部隊が他方の国を訪問して協力活動を行う際の手続及び同部隊の地位などを定めることにより、共同訓練や災害救助などの両国
部隊間の協力活動の実施を円滑化するものである。

る協力を推進し、防衛装備庁（ATLA）と国防科学技
術グループ（DSTG）との間で、科学技術協力を促進
する長期的な枠組みの構築に向けた調整を加速化す
ること

・・　宇宙・サイバー分野における協力を推進すること
・・　サプライチェーンにおける協力を通じ、相互の産業

基盤を強化すること
・・　太平洋やASEAN諸国のパートナーとの協力などに

あたり、日豪の活動の調整を強化すること
同年10月、岸田内閣総理大臣は、アルバニージー首相

と日豪首脳会談を行い、日豪は同志国連携の中核となる
まで発展した旨述べた。また、両首脳は、新たな「安全保
障協力に関する日豪共同宣言」は、日豪安全保障・防衛
協力の今後10年の方向性を示す羅針盤であること、これ
に従い、安全保障・防衛協力を一層強化していくことで
一致した。

同年12月、浜田防衛大臣は、林外務大臣とともに、マー
ルズ副首相兼国防大臣及びウォン外務大臣と第10回日
豪外務・防衛閣僚協議（「2+2」）を東京において実施し
た。この協議において、浜田防衛大臣は、日豪の安全保障
協力が次の時代に向けて進んでいく準備が整ったとの認
識を示し、日豪の防衛協力の実効性を向上させる方策を
探求する旨述べた。四大臣は、首脳間の共通の認識を踏
まえ、早急に実施すべき二国間協力を特定し、速やかに
実施していくことで一致した。また、四大臣は、日豪が戦
略文書見直しのプロセスを進めていることを背景に、日
豪協力の方向性につき、さらに議論することを確認した。

日豪防衛相会談（2022年12月） 初公開された陸自特殊作戦群と豪陸軍特殊作戦コマンドとの実動訓練
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2023年5月、岸田内閣総理大臣は、G7広島サミット
の機会にアルバニージー首相と日豪首脳間の懇談を実施
した。懇談において、岸田内閣総理大臣は、日豪が戦略認
識及び進むべき方向性を共有していることは明らかであ
り心強い旨述べた。また、両首脳は、昨年10月に署名し
た新たな「安全保障協力に関する日豪共同宣言」で示し
た方向性のもとでの日豪の安全保障協力の進展を歓迎
し、この宣言の実施に資する日豪円滑化協定の早期発効
に向けた期待を表明した。

（3）各軍種の取組
2022年4月以降、統幕長はキャンベル豪軍司令官と7

回にわたる会談を行った。会談では、インド太平洋地域
の安全保障の礎である日豪間の連携・協力を一層深化さ
せていくことで一致した。また、国際社会の平和と安定

及びFOIPの実現のため、特別な戦略的パートナーの関
係にある日豪間の連携を強化することで一致した。

2022年4月以降、陸幕長はスチュアート豪陸軍本部
長と3回にわたる懇談を行った。会談では、FOIPの実
現のため、共同訓練や共同での能力構築支援など、多層
的な防衛協力を引き続き活発に行っていくことで一致し
た。特に2023年2月の会談では、日豪陸軍種防衛協力
のロードマップへの署名を果たした。

また、陸自は、各種の共同訓練の一環として、陸自特
殊作戦群と豪陸軍特殊作戦コマンドとの実動訓練につい
ても継続的に実施してきた。最高度の練度を保持した部
隊同士が交流できる段階まで陸軍種間協力が発展・深化
したことの象徴であり、日豪の一層の連携強化に寄与し
てきた。さらに2022年4月には、陸自初となる豪陸軍
への連絡官派遣を行い、人的交流を通じた相互理解の強

インド太平洋地域において、力による一方的な現状
変更の試みがみられ、安全保障環境が一層厳しさを増
している中、基本的価値を共有するオーストラリアと
の連携は極めて重要です。日豪両国は共に米国の同盟
国であり、従来からルールに基づく国際秩序などの共
通の価値観に支えられ、かけがえのないパートナーと
なっています。2014年には「特別な戦略的パートナー
シップ」関係を樹立しました。

安全保障・防衛分野における日豪の協力関係も、近
年著しく深化しており、毎年日豪間の各軍種間におい
て共同訓練を実施し、相互運用性、連携要領、練度を
向上させています。2021年、日豪共同訓練の機会に
海自護衛艦が豪軍艦艇に対して、自衛隊法第95条の
2に基づく警護を米軍以外に初めて実施しました。
2022年には、オーストラリアで実施された豪空軍演
習（ピッチ・ブラック22）に空自が初参加し、米国以
外へ初めて戦闘機（F-2A）を派遣しました。

また、2022年1月には日豪円滑化協定に両国の首
脳が署名しました。円滑化協定は、共同訓練や災害救
助などの両国部隊間の協力活動の実施を円滑化するも
ので、発効後は、さらなる相互運用性の向上が期待さ
れます。

さらに、2022年10月、日豪の首脳間で署名された
新たな「安全保障協力に関する日豪共同宣言」におい
て今後10年の日豪安保・防衛協力の方向性が示され
ました。続く同年12月の第10回日豪外務・防衛閣僚
協議（「2+2」）で、四大臣は、首脳間の共通の認識を
踏まえ、早急に実施すべき二国間協力を特定し、速や
かに実施していくことで一致しています。

わが国とオーストラリアは、地域の同志国連携の中
核として、日米豪などの取組を重層的に活用しなが
ら、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向け、引
き続き緊密に協力していきます。

ピッチ・ブラック22

日豪防衛協力の深化解 説解 説
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化及び相互運用性の深化を推進している。
同年5月、海幕長は、豪海軍主催のインド太平洋シー

パワー会議に参加した。会議では、インド太平洋地域の
安全保障上の課題について意見を交換し、今後の連携の
強化の方向性などについて確認した。

同年9月、空幕長は、豪空軍演習（ピッチ・ブラック
22）視察のため訪豪した際に、チップマン豪空軍本部長
と会談を行った。会談では、日豪空軍種間の防衛協力・
交流を一層強化していくことやFOIPを実現していくこ
となどで一致した。

資料42（最近の日豪防衛協力・交流の主要な実績
（2019年度以降））

（4）日米豪の協力関係など
わが国とオーストラリアは、基本的価値を共有してお

り、インド太平洋地域及び国際社会が直面する様々な課
題の解決のため、緊密に協力している。このような協力
をより効果的・効率的なものとし、地域の平和と安定に
貢献していくためには、日豪それぞれの同盟国である米
国を含めた日米豪3か国による協力を積極的に推進する
ことが重要である。

2022年6月、岸防衛大臣（当時）は、シンガポールに
おいて、日米豪防衛相会談を実施し、インド太平洋地域
の安全、安定及び繁栄を確保するために具体的、実践的
な手段をとるための協力にコミットした。

また、同年10月には、浜田防衛大臣が、ハワイにおい
て同年2回目となる日米豪防衛相会談に臨み、引き続き、
3か国の協力を進めていくことで一致した。特に、3か国
の相互運用性を向上させるため、共同訓練や活動を拡
大・強化することや、防衛装備・技術協力を促進するこ

と、情報交換を効果的に実施することを改めて確認した。
また、日米豪3か国による共同訓練及び日米豪3か国

にそのほかの国も加えた多国間共同訓練も継続して行っ
ている。

陸自は、2022年5月、豪州においてサザン・ジャッカ
ルー22（米海兵隊及び豪陸軍との実動訓練）を実施し、
相互運用性などの向上を図った。同年8月、陸幕長は、
日米豪シニア・リーダーズ・セミナーに参加し、米太平
洋陸軍、米太平洋海兵隊及び豪陸軍に加え、オブザー
バーとして参加していた韓国陸軍のそれぞれトップとの
懇談を行った。懇談では、トップ間で構築した信頼関係
を基盤として、多国間協力を促進し、FOIPの実現に向
けた取組を加速していくことで同意した。

海自は、インド太平洋方面派遣（IPD22）部隊が、ノー
ブル・パートナー22（日米豪共同訓練）に参加するとと
もに、日米豪に韓国やカナダを加えた多国間の枠組みで
複数の訓練を実施し、戦術技量の向上及び各国海軍など
との連携強化を図った。

空自は、豪空軍が実施する豪空軍演習（ピッチ・ブ
ラック22）に初めて参加した。本訓練に際し、空幕長は
現地を訪問し、米太平洋空軍司令官や豪空軍本部長をは
じめとする参加国空軍のトップとの間で共同訓練の充実
や協力の更なる推進について意見交換した。また、グア
ムを拠点とする多国間共同訓練「コープ・ノース23」に
おいて、日米豪共同訓練及び人道支援・災害救援共同訓
練を実施し、相互運用性のさらなる向上を図った。

このように、日米豪3か国間での様々な機会を通じて、
情勢認識や政策の方向性をすり合わせつつ、相互運用性
を高める努力を続けている。

資料58（多国間共同訓練の参加など（2019年度以
降））

2　インド
（1）インドとの防衛協力・交流の意義

インドは、世界第2位の人口と、高い経済成長や潜在
的経済力を背景に影響力を増しており、わが国と中東、
アフリカを結ぶシーレーン上のほぼ中央に位置するな
ど、極めて重要な国である。また、インドとわが国は、基
本的価値を共有するとともに、アジア及び世界の平和と
安定、繁栄に共通の利益を有しており、特別戦略的グ
ローバル・パートナーシップを構築している。このため、

 参照
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インド太平洋シーパワー会議での海幕長（2022年5月）
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日印両国は「2＋2」などの枠組みも活用しつつ、海洋安
全保障をはじめとする幅広い分野において協力を推進し
ている。

インドとの間では、これまで「日印間の安全保障協力
に関する共同宣言」、日印防衛装備品・技術移転協定、日
印秘密軍事情報保護協定、日印ACSAがそれぞれ署名さ
れ、地域やグローバルな課題に対応できるパートナーと
しての関係とその基盤が強化されている。

（2）最近の主要な防衛協力・交流実績など
2022年9月、浜田防衛大臣は、シン印国防大臣と会談

を行った。両大臣は、二国間の相互運用性が向上してい
ることを歓迎し、防衛装備・技術協力について引き続き
連携していくことを確認した。また、ウクライナ情勢を
含む地域情勢について意見交換するとともに、防衛協
力・交流を活発に進めていくことで一致した。同日、浜
田防衛大臣は、東京において第2回日印「2+2」に参加
し、FOIPの実現という共通の目標に向けて協力してい
くことを確認した。また、ASEANとの協力の重要性に
ついて議論し、引き続きASEANの一体性・中心性を支
持していくことや、FOIP及びインドの「インド太平洋
海洋イニシアティブ（IPOI）」と「インド太平洋に関す
るASEANアウトルック（A

ASEAN Outlook on the Indo-Pacific
OIP）」との具体的協力の重

要性を確認した。そのほか、防衛装備・技術協力分野に
おける具体的な協力実現に向けた議論の継続、統幕とイ
ンド統合国防参謀本部の連携強化を目的とする、「統合
幕僚協議」の立ち上げに向けた調整、サイバー含め経済
安全保障分野における議論の強化などについて認識を共
有した。

2023年5月、岸田内閣総理大臣は、G7広島サミット

の機会にモディ首相と日印首脳会談を行い、主権、領土
の一体性という国連憲章の原則を守ることの重要性、世
界のどこであれ力による一方的な現状変更を許してはな
らないこと、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序
を堅持するといった点を強調し、平和の実現に向けて協
力していくことで一致した。両首脳は二国間関係につい
ても議論し、FOIPの重要性につき認識を共有するとと
もに、安全保障を含む様々な分野で協力を進めていくこ
とを確認した。

（3）各軍種の取組
2022年4月、統幕長はクリシュナ印統合国防参謀本

部参謀長とライシナ・ダイアローグ2022に併せて会談
を行い、多角的・多層的な安全保障協力を戦略的に推進
していく観点から意見交換を行った。2023年3月には、
統幕長がチョーハン印国防参謀長と会談を行い、FOIP
実現のため、自衛隊とインド軍の関係をさらに深化させ
ていくことで一致した。

2022年6月、陸幕長がパンデ印陸軍参謀長とテレビ
会談を行い、力による一方的な現状変更を断じて認めて
はならないことで一致した。また、日印陸軍種トップ同
士の強固な関係を構築することができた。なお、2023
年2～3月、陸自は、日本国内において初めてとなる日印
共同訓練「ダルマ・ガーディアン」を実施し、さらなる
陸軍種間の連携強化を図った。

2022年7月、海幕長は、クマール印海軍参謀長とテレ
ビ会談を行い、今後の日印海軍種間の連携強化の方向性
などについて確認した。なお、2022年度内において、海
自はJIMEX2022を含む計4回の日印共同訓練を実施し
た。

同年5月、空幕長はチョウダリ印空軍参謀長の訪日に
伴い会談を実施し、日印防衛協力・交流を一層活発化さ
せていくことで一致した。2023年1月には、日印戦闘機
共同訓練「ヴィーア・ガーディアン23」、また、同年3月
には日印輸送機共同訓練「シンユウ・マイトゥリ23」を
それぞれ日本国内で初めて実施した。

資料43（最近の日印防衛協力・交流の主要な実績
（2019年度以降））

3　欧州諸国
欧州諸国は、わが国と基本的価値を共有し、また、テ

 参照

日印「2+2」（2022年9月）
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ロ対策や「瀬取り」対応などの非伝統的安全保障分野や
国際平和協力活動を中心に、グローバルな安全保障上の
共通課題に取り組むための中核を担っている。そのため、
これらの国と防衛協力・交流を進展させることは、わが
国がこうした課題に積極的に関与する基盤を提供するも
のであり、わが国と欧州諸国の双方にとって重要である。

資料44（最近の欧州諸国との防衛協力・交流の主要
な実績（2019年度以降））

（1）英国
ア　英国との防衛協力・交流の意義

英国は、欧州のみならず世界に影響力を持つ大国であ
るとともに、わが国と歴史的にも深い関係があり、安全
保障面でも米国の重要な同盟国として戦略的利益を共有
している。このような観点から、国際平和協力活動、テ
ロ対策、海賊対処、サイバーなどのグローバルな課題に
おける協力や地域情勢などに関する情報交換を通じ、日
英間で協力を深めることは、わが国にとって非常に重要
である。

英国との間では、過去4回の日英「2+2」を開催する
とともに、防衛装備品・技術移転協定、日英情報保護協
定、日英ACSAの締結により、日英間の戦略的パート
ナーシップが一層円滑・強固なものとなっている。

2022年12月には、日英伊による次期戦闘機開発に関
する首脳共同声明が発表された。

また、2023年1月、岸田内閣総理大臣は、ロンドンに
おいてスナク英首相との間で、日英円滑化協定に署名し
た。本協定により、両国部隊間の協力活動の実施が円滑
化され、両国間の安全保障・防衛協力がさらに促進され
るとともに、インド太平洋地域の平和と安定が強固に支
えられることになる。次期戦闘機にかかる協力と日英円
滑化協定の署名をはじめとする日英防衛協力の進展は、
かつてなく緊密かつ強固となっている両国関係を象徴す
るものである。

さらに、2023年5月のG7広島サミットに出席するた
めに来日したスナク英首相との間で行われた日英首脳
ワーキング・ディナーでは、次期戦闘機の共同開発の協
力機会の活用、日英円滑化協定を活用した共同演習など
の拡充や相互運用性の向上、自衛隊によるアセット防護
措置の適用の可能性を視野に入れた二国間活動のより高
いレベルへの引き上げ、地域及び国際的な安全保障上の
重要課題について協議し、対応を検討することなどを記

載した共同文書「日英広島アコード」を発出した。この
共同文書に基づき、両首脳は幅広い分野で日英関係を深
化させていくことで一致し、欧州・アジアにおける互い
に最も緊密な安全保障上のパートナーとして、安全保
障・防衛協力に一層取り組んでいくことを確認した。
イ　最近の主要な防衛協力・交流実績など

2022年10月には、浜田防衛大臣がウォレス英国防相
とテレビ会談を実施し、日英防衛協力が陸・海・空全て
の軍種において深化していることを歓迎するとともに、
特に、将来の戦闘機プログラムにかかる協力の全体像の
合意に向けて、協議を加速することで改めて一致した。

2023年3月には、ウォレス英国防相が来日し日英防
衛相会談を実施した。浜田防衛大臣からは、新たな安保
戦略などについて説明し、ウォレス英国防相から強い支
持が表明された。また、浜田防衛大臣は同年3月13日

（現地時間）に英国が公表した「統合的見直し」の刷新
（Integrated Review Refresh 2023）の中で、インド太
平洋地域への一層の関与を英国の国際政策の恒久的な柱
とする方針が示されたことを歓迎した。AUKUSの取組
については、英米豪間の安全保障・防衛協力の強化は、
インド太平洋地域の平和と安定にとって重要であり、
オーストラリアの原子力潜水艦取得も含め、わが国とし
て支持する旨発言した。

さらに、両大臣は、日英円滑化協定の発効後、相互運
用性の向上につながるさらなる協力についても検討を進
めていくことで一致した。

2023年5月のG7広島サミット出席に先立ち、来日し
たスナク英首相は横須賀に停泊中の護衛艦「いずも」を
視察し、「いずも」甲板において栄誉礼を受けるととも
に、艦内の視察などを実施した。
ウ　各軍種の取組

統幕長は、2022年4月のライシナ・ダイアローグ、同
年5月のNATO参謀長会議、同年6月のシャングリラ
会合、同年7月のインド太平洋参謀長会議において英国
防参謀長との会談を行った。会談では、ウクライナ情勢
を含む安全保障環境全般について意見交換し、欧州とア
ジアの安全保障が不可分であるとの認識のもと、両地域
の平和と安定のため、日英連携の重要性について確認し
た。また、共同訓練や防衛装備・技術協力といった幅広
い分野における両国間の防衛協力・交流の取組をより一
層深化させていくことで一致した。

同年7月、陸幕長は、英国を訪問し、クイン英国防閣
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外相やサンダース英陸軍参謀長などと会談を行った。ま
た、同年11月、陸自は、日本国内においてヴィジラン
ト・アイルズ22（令和4年度英陸軍との実動訓練）を行
い、英陸軍との相互理解及び信頼関係の促進を図ること
ができた。英陸軍はさらに2023年1月の陸自第1空挺
団が実施する降下訓練始めにも初めて参加している。

2022年5月、海幕長は、オーストラリアにおいて、キー
第一海軍卿と会談を行った。会談では、日英防衛協力が

「新たな段階」に入ったことを具現化し、FOIPの実現及
び国際社会の平和と安定に寄与することを確認した。ま
た、同年6月、海自は、遠洋練習航海部隊の英国寄港に
際し、大西洋において英海軍との共同訓練を実施した。

同年4月、空幕長は、米国において行われた宇宙シン
ポジウムに際し、スマイス英宇宙局長（当時）との会談
を行い、宇宙利用に関する安全保障上の課題などを共有
した。また、宇宙領域における日英協力を一層強化して
いくことで一致した。

また、同年7月、空幕長は英国において行われた英国
際航空宇宙軍参謀長等会議などに際し、クイン英国防閣
外相（当時）、ラダキン英国防参謀長、ウィグストン英空
軍参謀長（当時）などと会談を行い、地域情勢、防衛政策
及び防衛協力・交流などについて意見交換した。2023
年3月には空幕長とウィグストン英空軍参謀長（当時）
は日英宇宙幕僚協議にかかる覚書に署名した。

（2）フランス
ア　フランスとの防衛協力・交流の意義

フランスは、欧州やアフリカのみならず、世界に影響
力を持つ大国であるとともに、インド洋及び太平洋島嶼
部に領土を保有し、インド太平洋地域に常続的な軍事プ
レゼンスを有する唯一のEU加盟国であり、わが国と歴
史的にも深い関係を持つ特別なパートナーである。

フランスとは、これまで日仏「2+2」などのハイレベ
ル交流を継続的に実施し、日仏情報保護協定、日仏防衛
装備品・技術移転協定及び日仏ACSAが締結されてい
る。
イ　最近の主要な防衛協力・交流実績など

2023年1月、岸田内閣総理大臣は、パリにおいてマク
ロン大統領との間で日仏首脳会談を実施し、日本の新た
な国家安全保障戦略について説明の上、同志国である日
仏が連携を一層強化していきたい旨述べ、マクロン大統
領から理解を得たほか、岸田内閣総理大臣から、欧州と

インド太平洋の安全保障は不可分であり、両国のアセッ
トの往来や日仏共同訓練など、実質的な協力が進展して
いることを歓迎する旨述べ、マクロン大統領からは、フ
ランスにおける戦略の見直しに言及があり、両国の連携
を深めていきたい旨の発言があった。2023年5月、第7
回日仏「2＋2」を実施し、インド太平洋地域における寄
港や二国間及び多国間での共同訓練を通じた自衛隊とフ
ランス軍との間の運用面での交流が定期的、かつ、質の
高いものであることを歓迎した。また、同月、G7広島サ
ミットの機会に開催された日仏首脳会談では、サイバー
や宇宙分野などでの連携、共同訓練などの具体的協力を
進展させることで一致するとともに、東アジア情勢につ
いて、中国をめぐる諸課題への対応、核・ミサイル問題、
拉致問題を含む北朝鮮への対応において引き続き連携し
ていくことを確認した。
ウ　各軍種の取組

2022年5月、統幕長は、フランスにおいてビュルカー
ル・フランス統合参謀総長と会談を行った。会談では、
ウクライナを含む地域情勢、インド太平洋地域への関与
などについて意見交換し、幅広い分野における防衛協
力・交流を推進していくことで一致した。自衛隊は、同
年5月以降、「MARARA22」及び「赤道22」において人
道支援・災害救援（HA/DR）にかかる訓練を実施し、参
加国との相互理解の増進及び信頼関係の強化を図った。

同年9月、海幕長は、ヴァンディエ・フランス海軍参
謀長とテレビ会談を行った。インド太平洋地域にも海外
領土を有するフランスと同地域の安全保障上の課題につ
いて意見交換し、今後の連携の強化の方向性などについ
て確認した。

また、海自は、同年5月以降、フランス領ポリネシア

統幕長と仏統合参謀総長との会談（2022年5月）
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及びニューカレドニアに駐留するフランス軍と、オグ
リ・ヴェルニー22及びラ・ペルーズ22といった共同訓
練を実施した。また、2023年3月には、ラ・ペルーズ23
を実施した。

空幕長は、米国で開催された宇宙シンポジウムなどに
参加し、ミル・フランス航空宇宙軍参謀長及びフリード
リング・フランス宇宙コマンド司令官（当時）と会談し
た。会談では、地域情勢及び空・宇宙軍種間における防
衛協力・交流の方向性などに関して共有し、より一層推
進することで一致した。

（3）ドイツ
ア　ドイツとの防衛協力・交流の意義

ドイツは、わが国と基本的価値を共有し、G7などにお
いて国際社会の問題に対し協調して取り組むパートナー
であり、2020年に策定された「インド太平洋ガイドライ
ン」に基づき、インド太平洋地域への関与を強めている。
ドイツとの間では、日独防衛装備品・技術移転協定、日
独情報保護協定が締結されている。また、日独「2+2」が
開催されるなど、ハイレベルを含む交流が進展している。
イ　最近の主要な防衛協力・交流実績など

2022年11月、第2回日独「2+2」が実施され、FOIP
の実現に向けた協力の強化及び経済安全保障を含む、日
独安全保障・防衛協力の深化に向けた具体的取組の推進
で一致した。また、日NATO間の協力強化や日EU間の
安全保障・防衛協力の発展の重要性について一致した。

2023年3月、浜田防衛大臣は、ドイツの国防大臣とし
て約16年ぶりに来日したピストリウス・ドイツ国防大
臣と日独防衛相会談を実施した。会談では、ドイツ軍の
インド太平洋地域へのさらなる展開及びその際の日独共

同訓練や部隊間交流などの実現に向け、緊密に連携して
いくことで一致した。また、自衛隊とドイツ軍の共同活
動を促進するための法的枠組みの整備を目指すことや、
防衛装備・技術協力を深めていくことでも一致した。

2023年5月、岸田内閣総理大臣は、G7広島サミット
の機会にショルツ・ドイツ首相と会談を行い、東アジア
情勢について、中国をめぐる諸課題への対応、核・ミサ
イル問題、拉致問題を含む北朝鮮への対応において、引
き続き連携していくことを確認した。
ウ　各軍種の取組

2022年5月、統幕長は、ベルギーにおいて開催された
NATO参謀長会議に際して、ツォルン独連邦軍総監（当
時）と会談を行った。会談では、FOIP実現のため、フリ
ゲート艦「バイエルン」の日本への派遣に引き続き、イ
ンド太平洋地域に関与するドイツ軍とさらなる防衛協
力・交流を進めていくことについて、意見交換した。ま
た、2023年3月、統幕長はドイツを公式訪問し、ツォル
ン独連邦軍総監（当時）との会談において、ルールに基
づく国際秩序を守るため、日独をはじめとする同志国の
連携が不可欠であることを確認した。

2022年7月、陸幕長はドイツを訪問し、マイス・ドイ
ツ陸軍総監と懇談するとともに試験・試行部隊を訪問し
た。懇談においては、信頼関係強化のため、引き続き、ハ
イレベル交流や専門分野における人材交流などの多層的
な交流について具体的な調整を進めていくことで合意し
た。また、部隊訪問においては、デジタル化された最新の
戦い方に関する試験について、ドイツ陸軍の取組を把握
することができた。

同年6月、海幕長は、カーク・ドイツ海軍総監とテレ
ビ会談を行った。両国が抱える安全保障上の課題につい
て意見交換し、今後の連携強化の方向性などについて確
認した。

同年9月、ゲルハルツ・ドイツ空軍総監が自らドイツ
空軍戦闘機ユーロファイターを操縦して来日した。その
際、日独戦闘機による共同飛行を行うなど連携強化を
図った。また、同年6月のテレビ会談や2023年3月の会
談において、FOIPの実現に向けて一層緊密に連携して
いくことで一致した。

（4）イタリア
ア　イタリアとの防衛協力・交流の意義

日伊両国はともにG7の一員であり、基本的価値を共有日独防衛相会談（2023年3月）
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する戦略的パートナーである。イタリアとの間では、日伊
情報保護協定及び日伊防衛装備品・技術移転協定の締結、
日伊防衛協力・交流に関する覚書への署名など、防衛協
力を行っていくうえでの制度面の整備が進んでいる。
イ　最近の主要な防衛協力・交流実績など

2022年4月、岸防衛大臣（当時）は、グエリーニ・イ
タリア国防相（当時）と会談を行った。両大臣は、地域情
勢について力による一方的な現状変更の試みに強く反対
するとともに、国際法を遵守していくことが重要である
とのメッセージを発信し、共に自由、民主主義、人権、法
の支配といった基本的価値を強く推進することが重要で
あるとの認識で一致した。

同年11月、浜田防衛大臣は、クロセット・イタリア国
防相と電話会談を行った。両大臣は、今後も、防衛当局
間のコミュニケーションを継続することを確認した。ま
た、次期戦闘機にかかる協力について、検討作業を加速
させることで一致し、FOIPの実現に向け、両国の防衛
協力を一層進展させていくことを確認した。

これらの会談を踏まえ、同年12月、日英伊による次期
戦闘機開発に関する首脳共同声明が発表された。

2023年1月、岸田内閣総理大臣は、ローマにおいてメ
ローニ首相との間で日伊首脳会談を実施し、日英伊3か
国による次期戦闘機共同開発合意を歓迎し、また、日伊
関係を「戦略的パートナー」に格上げすることで一致した
ほか、岸田内閣総理大臣から、新たな国家安全保障戦略
について説明し、同志国である日本とイタリアが連携を
一層強化していきたい旨述べ、メローニ首相から理解と
歓迎を得た。両首脳は、外務・防衛当局間の協議を立上
げ、安全保障分野での連携を更に推進することで一致し
た。2023年2月には、鈴木事務次官がクロセット・イタ

リア国防相を表敬したほか、同年3月には、クロセット・
イタリア国防相の来日に際して日伊防衛相会談を実施し、
さらなる防衛協力・交流を進めていくことを確認した。

2023年5月、岸田内閣総理大臣は、G7広島サミット
に際し、メローニ・イタリア首相と会談を行い、外務防
衛当局間協議を通じ、具体的協力について議論を深化さ
せることで一致するとともに、東アジア情勢について、
中国をめぐる諸課題への対応、核・ミサイル問題、拉致
問題を含む北朝鮮への対応において、引き続き連携して
いくことを確認した。
ウ　各軍種の取組

2022年10月、海幕長は、イタリアにおいて開催され
たイタリア海軍主催地域シーパワー・シンポジウムに際
し、クレデンディノ・イタリア海軍参謀長と懇談を行っ
た。両国が抱える安全保障上の課題について意見交換し、
今後の連携強化の方向性などについて合意した。

同年11月、空自は、国外運航訓練として初めてKC-
767空中給油・輸送機をイタリアに寄航させ、プラティ
カ・ディ・マーレ空軍基地においてイタリア空軍の空中
給油部隊と部隊間交流を実施した。2023年3月、空幕長
は、ゴレッティ・イタリア空軍参謀長と会談を行い、幅
広い分野、各レベルにおいて日伊空軍種間の防衛協力・
交流の実施を確認した。

（5）オランダ
ア　オランダとの防衛協力・交流の意義

オランダは、わが国と400年以上の歴史的関係を有
し、基本的価値を共有する戦略的パートナーである。オ
ランダとの間では、2016年12月にヘニス・オランダ国
防大臣（当時）が訪日し、日蘭防衛相会談に際して防衛
協力・交流の覚書の署名が行われた。
イ　各軍種の取組

2022年5月以降、統幕長は、エイヘルセイム・オラン
ダ軍参謀総長と2回にわたる会談を行った。会談では、
国際社会の平和と安定及びFOIP実現のため、日蘭の防
衛協力・交流を引き続き推進することで一致した。また、
オランダのインド太平洋地域への継続的な関与などにつ
いて確認した。

同年10月、海幕長は、イタリアにおいてタス・オラン
ダ海軍司令官との懇談を行った。インド太平洋地域の安
全保障上の課題について意見交換し、今後の日蘭の関係
強化の方向性などについて確認した。鈴木事務次官によるクロセット・イタリア国防大臣への表敬
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同年7月以降、空幕長は、ラウト・オランダ空軍司令
官（当時）と2回にわたる会談を行い、日蘭空軍種間の
防衛協力・交流を進展させていることを確認した。

（6）スペイン
ア　スペインとの防衛協力・交流の意義

スペインは、わが国と基本的価値を共有する戦略的
パートナーである。2014年11月に署名された防衛協
力・交流に関する覚書に基づき、防衛当局間の関係をさ
らに強化することで一致している。2022年3月には、防
衛駐在官を新規派遣した。
イ　最近の主要な防衛協力・交流実績など

2022年6月、海自練習艦がスペイン海軍との共同訓
練を実施し、相互理解の推進を図った。また、同年、海自
の派遣海賊対処行動水上部隊及び航空部隊は、アデン湾
においてそれぞれスペイン海軍及び空軍（EU海上部隊）
と共同訓練を実施し、連携の強化を図った。

（7）NATO
ア　NATOとの防衛協力・交流の意義

NATOはわが国と基本的価値とグローバルな安全保
障上の課題に対する責任を共有するパートナーである。
2014年には、「日・NATO国別パートナーシップ協力
計画」（I

Individual Partnership and Cooperation Programme between Japan and NATO
PCP）3に署名した（2018、2020年改訂）。この

3 IPCPは、日NATO協力の一層の進展を目的として、ハイレベル対話の強化や防衛協力・交流の促進などの協力を推進する旨定めるとともに、実務的な協
力の優先分野を特定している。2020年6月にIPCPが改訂され、実務的な協力の優先分野として「人間の安全保障」が追加された。

計画に基づき、2014年以降、女性・平和・安全保障分
野における日NATO協力として、初めてNATO本部に
女性自衛官を派遣するとともに、「ジェンダー視点の
NATO委員会（N

NATO Committee on Gender Perspectives
CGP）年次会合」に防衛省・自衛隊か

ら参加している。現在は、国際機関/NGO協力幕僚とし
て、自衛官をNATO本部軍事幕僚部協調的安全保障局

（N
NATO Headquarters International Military Staff, Cooperative Security Division

HQIMSCS）に派遣し、NATOと国連、アフリカ連
合（A

African Union
U）、欧州安全保障協力機構（O

Organization for Security and Co-operation in Europe
SCE）、NGOなど

との協力案件の調整業務に携わっている。
さらに防衛省は、欧州連合軍最高司令部（S

Supreme Headquarters Allied Powers Europe
HAPE）及

びNATO海上司令部（M
NATO Allied Maritime Command

ARCOM）にそれぞれ連絡官
を派遣している。

2018年、在ベルギー日本国大使館が兼轄する形で、
NATO日本政府代表部が開設された。

2022年4月には、NATOサイバー防衛協力センター
（C

NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence
CDCOE）主催のサイバー防衛演習「ロックド・シー

ルズ2022」に英国と合同チームを編成し、参加した。同
年10月、CCDCOEの活動への参加にかかる手続が完
了し、防衛省は正式にCCDCOEの活動に参加すること
となった。

同年6月、岸田内閣総理大臣は、わが国の内閣総理大
臣として初めてNATO首脳会合に参加し、日NATO間
の協力文書を大幅にアップグレードする作業を加速化す
ることにより、サイバー、新興技術、海洋安全保障といっ

NATO参謀長会議（2022年5月）

動画：NATO及び欧州諸国等との緊密な連携
URL：https://www.youtube.com/watch?v=51u1kXXpu6w

NATO事務総長による入間基地訪問（2023年1月）
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た分野での協力を進めていく方針について述べた。
2023年1月、岸田内閣総理大臣は、訪日中のストルテ

ンベルグ事務総長と会談し、NATO参謀長会合への日
本の定期的な参加の意向を伝えるとともに、日NATO
間の緊密な意思疎通を推進していくことを確認した。
イ　最近の主要な防衛協力・交流実績など

2022年6月、岸防衛大臣（当時）は、バウアーNATO
軍事委員長の表敬を受け、厳しい安全保障環境の中、日
NATOの緊密な連携の重要性について認識を共有した。

同年6月、海自練習艦がNATO常設海上部隊と共同
訓練を実施し、連携の強化を図った。
ウ　各軍種の取組

2022年5月、統幕長は、統幕長として初めてNATO
軍事委員会が開催するNATO参謀長会議「アジア太平
洋セッション」にアジア太平洋パートナーとして参加し、
NATO加盟各国との相互理解を促進することができた。
また、NATO加盟国の参謀総長との二国間会談を行い、
今後の防衛協力・交流など、幅広い分野について意見交
換した。また、同年6月及び7月、統幕長は、バウアー
NATO軍事委員長と会談し、日本とNATOがより一層
緊密に連携していくことを確認した。

同年7月、空幕長は、NATO本部を訪問し、バウアー
NATO軍事委員長との会談を行ったほか、空幕長として
初めてNATO軍事委員会に出席した。会談では、一層厳
しさを増す安全保障環境について意見を交換し、日本と
NATOがFOIPの実現に向け連携を強化していくこと
の重要性について一致した。

また、NATO軍事委員会ではインド太平洋の安全保
障環境に関するブリーフィングを行い、ルールに基づく
国際秩序に対する挑戦が国際社会共通の課題である旨を
述べた。2023年1月には、NATO事務総長が空自入間
基地を訪問し、日NATO間で緊密に連携していくこと
を確認した。

（8）EU
ア　EUとの防衛協力・交流の意義

自由・民主主義・法の支配といった基本的価値を共有
するEUとの間では、2019年の「日EU戦略的パート
ナーシップ協定」の暫定適用開始以降、安全保障・防衛
分野における協力を着実に発展させてきている。2021
年には、「インド太平洋戦略に関する共同コミュニケー
ション」、2022年3月には、パートナー国との海軍演習

や寄港・哨戒の頻度を向上させる方針を盛り込んだ「戦
略的コンパス」が発表されるなど、EUのインド太平洋
地域への関与が強化されている中、防衛省・自衛隊は、
同地域へのEUのコミットメントが不可逆的なものにな
るよう、積極的かつ主体的に協力を進めている。
イ　最近の主要な防衛協力・交流実績など

2022年5月、統幕長は、ベルギーにおいて開催された
NATO参謀長会議に際し、ブリーガーEU軍事委員長と
の会談を行った。

2023年3月、井野防衛副大臣は、EUとして初の開催
となる「シューマン安全保障・防衛フォーラム」に出席
した。全体会合においては、パネリストとして登壇し、
欧州とインド太平洋の安全保障はもはや不可分であると
の認識のもと、EUとの安全保障・防衛分野における連
携を強化していきたい旨述べた。

4　韓国
（1）韓国との防衛協力・交流の意義

北朝鮮の核・ミサイル問題をはじめ、テロ対策や、大
規模自然災害への対応、海賊対処、海洋安全保障など、
日韓両国を取り巻く安全保障環境が厳しさと複雑さを増
す中、日韓の連携は益々重要となっている。

2023年3月、岸田内閣総理大臣は、東京において
尹
ユン・ソンニョル

錫 悦 韓国大統領と日韓首脳会談を開催した。両首脳
は、現下の戦略環境の中で日韓関係の強化は急務であ
り、国交正常化以来の友好協力関係の基盤に基づき、関
係をさらに発展させていくことで一致した。また、日韓

シューマン安全保障・防衛フォーラムに参加する井野防衛副大臣 
（2023年3月）
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両国が共に裨益するような協力を進めるべく、政治・経
済・文化など多岐にわたる分野で政府間の意思疎通を活
発化していくこととし、具体的には日韓安全保障対話な
どを早期に再開することで一致した。さらに、北朝鮮に
よる核・ミサイルの活動の活発化を踏まえ、日韓、日米
韓の安保協力を推進していくことの重要性で一致した。

また、同年5月、両首脳は、ソウルにおいて日韓首脳
会談を行い、3月の会談で示した方向性に沿って、日韓
安全保障対話の再開など、多岐にわたる分野において両
政府間の対話と協力が動き出していることを歓迎すると
ともに、日韓、日米韓の安全保障協力により抑止力・対
処力を強化することの重要性について一致した。

さらに、同月、両首脳は、G7広島サミットに際して日
韓首脳会談を行い、経済・安全保障分野を含む政府間の
対話と協力の進展を改めて評価し、北朝鮮への対応に関
して、引き続き日韓、日米韓で緊密に連携することを確
認した。また、FOIPの実現に向けた協力を進めていく
ことも確認した。

現在、日韓防衛当局間には、2018年12月の韓国海軍
駆逐艦による自衛隊機への火器管制レーダー照射事案4

をはじめとする課題があるが、最近の日韓関係を一層発
展させていく大きな流れの中で、防衛省・自衛隊として
は、防衛当局間の懸案の解決のため、韓国側と緊密に意
思疎通を図っていく。

（2）最近の主要な防衛協力・交流実績など
2022年9月、岡防衛審議官は、ソウルにおいて開催さ

れたソウル・ディフェンス・ダイアログに際し、申
シン・ボムチョル

範澈
国防部次官と6年ぶりとなる日韓次官級協議を行った。
協議では、北朝鮮の核・ミサイルをめぐる状況を含め、日
韓両国を取り巻く安全保障環境が厳しさと複雑さを増す
中、日韓、日米韓の連携がますます重要であることを確認
した。また、北朝鮮の課題に対応するための3か国協力を
推進していくことを確認した。その上で、日韓防衛当局間
で引き続き意思疎通を図っていくことで一致した。

同年11月、わが国が主催する国際観艦式に、韓国海軍
の補給艦「昭

ソ ヤ ン
陽」が参加した。海自は、今般の国際観艦式

を通じて、韓国を含む参加国海軍種間の信頼醸成や友好

4 2018年12月、能登半島沖（わが国排他的経済水域内）において警戒監視中の海自P-1哨戒機が韓国海軍「クァンゲト・デワン」級駆逐艦から火器管制レー
ダーを照射されるという事案が発生した。防衛省は本件事案を重く受け止め、2019年1月に客観的事実を取りまとめた最終見解を公表し、韓国側に再発
防止を強く求めている。なお、自衛隊の哨戒機は、十分な高度と距離を確保して飛行しており、韓国の艦艇に脅威を与えるような飛行は行っていない。防
衛省としては、今後とも安全に十分配意しつつ、警戒監視及び情報収集に万全を期すこととしている。なお、詳細については、防衛省HPを参照（https://
www.mod.go.jp/j/approach/defense/radar/index.html）

親善の増進を図った。
2023年3月の岸田内閣総理大臣と尹韓国大統領の日

韓首脳会談において、両首脳が日韓安全保障対話などの
早期再開で一致したことを受け、同年4月、日韓安全保
障対話が約5年ぶりに実施された。本対話では、北朝鮮
への対応やインド太平洋における協力を含む日韓、日米
韓協力の強化などについて意見交換を行い、日韓安保・
防衛協力の強化に向けて緊密に意思疎通をしていくこと
で一致した。

（3）日米韓の協力関係
2022年6月、岸防衛大臣（当時）は、シンガポールに

おいて実施されたシャングリラ会合に際して李
イ・ジョンソプ

鍾燮韓国
国防部長官及びオースティン米国防長官と日米韓防衛相
会談を開催した。会談では、朝鮮半島の完全な非核化及
び恒久的な平和の確立に向け密接に協力することや北朝
鮮による大量破壊兵器及び弾道ミサイル開発への深い懸
念を共有することなどが議論された。また、3か国による
ミサイル警戒及び弾道ミサイル探知・追尾訓練の実施及
び北朝鮮による弾道ミサイル発射に対処するための活動
の具体化など、地域における各国間の信頼醸成の重要性
について認識を共有した。さらに、FOIPを実現するため、
情報共有、ハイレベル政策協議、共同訓練を含む重要課
題における協力深化の重要性などについて同意した。

同年11月、岸田内閣総理大臣は、プノンペンにおい
て、日米韓首脳会談を開催した。会談では、北朝鮮によ

日米韓防衛相会談（2022年6月）

375 令和5年版 防衛白書

第1節 多角的・多層的な安全保障協力の戦略的な推進に向けて

第
3
章

同
志
国
な
ど
と
の
連
携

第
Ⅲ
部

防衛2023_3-3-01.indd   375防衛2023_3-3-01.indd   375 2023/06/23   9:57:232023/06/23   9:57:23



る前例のない頻度と態様での挑発行為が続き、さらなる
挑発も想定される中、日米、日韓、日米韓での連携はま
すます重要であるとの認識を共有した。その上で、日米
韓安保協力をはじめとする地域の抑止力強化を含め、毅
然とした対応を行っていくことで一致した。加えて、北
朝鮮のミサイル警戒データをリアルタイムで共有する意
図を有することを表明した。

2023年4月には、米国において第13回日米韓防衛実
務者協議を実施した。協議では、北朝鮮のミサイル警戒
データのリアルタイム共有に関する2022年11月の日
米韓首脳会合の表明を踏まえて、日米韓防衛当局間情報
共有取決め（T

Trilateral Information Sharing Arrangement
ISA）を含む既存の情報枠組みを十分に活

用するよう現在進行中の作業を再確認した。また、朝鮮
半島及び地域の安全保障環境に関して意見交換したほ
か、北朝鮮による核及びミサイルの脅威を抑止し対応す
るためのミサイル防衛訓練及び対潜水艦訓練の定例化、
海上阻止及び海賊対処訓練を含む3か国訓練の再開を含
め、日米韓安全保障協力を深化させるための具体的な方
法について協議した。

2023年5月には、岸田内閣総理大臣は、G7広島サミッ
トのために訪日中のバイデン米大統領及び尹韓国大統領
と短時間の意見交換を行った。その中で、それぞれ強化
された二国間関係を土台として、日米韓連携を新たな高
みに引き上げることで一致した。また、北朝鮮への対応
とともに、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序の
維持のためにも、日米韓3か国の戦略的連携を一層強化
することで一致した。その上で、北朝鮮のミサイル警戒
データのリアルタイム共有を含む日米韓安全保障協力、
インド太平洋に関する協議の強化、経済安全保障、太平
洋島嶼国への関与など、様々な分野で3か国間の具体的
協力を前進させることで一致した。

（4）各軍種の取組
2022年8月、陸幕長は、日米豪シニア・リーダーズ・

セミナーに際し、オブザーバーとして参加していた
朴
パク・ジョンファン

正 煥 韓国陸軍参謀長も含め、インド太平洋地域の戦
略環境について意見交換した。

海自は、同年8月、パシフィック・ドラゴン2022（日

5 日韓GSOMIAにおける協定の終了に関する規定は、次のとおり。
 第二十一条　効力発生、改正、有効期間及び終了（抜粋）
 3　この協定は、一年間効力を有し、一方の締約国政府が他方の締約国政府に対しこの協定を終了させる意思を九十日前に外交上の経路を通じて書面によ

り通告しない限り、その効力は、毎年自動的に延長される。

米豪韓加ミサイル警戒演習）及びパシフィック・ヴァン
ガード22（日米豪韓加共同訓練）、9月には日米韓共同
訓練を実施し、戦術技量の向上及び各国海軍などとの連
携強化を図った。また、同年10月、海自は、北朝鮮がわ
が国上空を通過させる形で弾道ミサイルを発射するなど
の情勢を踏まえ、日米韓共同訓練を実施し、わが国周辺
海域において弾道ミサイル情報共有訓練、日本海におい
て各種戦術訓練を行った。これらの共同訓練は、地域の
安全保障上の課題に対応するための3か国協力を推進す
るものである。さらに、共通の安全保障と繁栄を保護す
るとともに、ルールに基づく国際秩序を強化していくと
いう日米韓3か国のコミットメントを示すものである。

資料58（多国間共同訓練の参加など（2019年度以
降））

（5）日韓GSOMIAについて
北朝鮮を巡る情勢がさらに深刻化していることを踏ま

え、北朝鮮の核・ミサイルに関する秘密情報の交換・共
有のため、日韓間の協力をさらに進めるべく、2016年
11月、日韓GSOMIAを締結した。これにより、日韓政
府間で共有される秘密軍事情報が適切に保護される枠組
みが整備された。2019年8月には、韓国政府から、この
協定を終了させる旨の書面による通告があったが、同年
11月、韓国政府から、同通告の効力を停止する旨の通告
があった5。そして、2023年3月に、韓国政府から終了通
告を撤回し、同協定が効力を有することを確認するとの
正式通報があった。

資料45（最近の日韓防衛協力・交流の主要な実績
（2019年度以降））

5　カナダ及びニュージーランド
カナダ及びニュージーランドは、わが国と基本的価値

を共有し、また、テロ対策や「瀬取り」対応などの非伝統
的安全保障分野や国際平和協力活動を中心に、グローバ
ルな安全保障上の共通課題に取り組むための中核を担っ
ている。これらの国と防衛協力・交流を進展させること
は、わが国がこうした課題に積極的に関与する基盤を提

 参照

 参照
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供するものであり、わが国とカナダ及びニュージーラン
ドの双方にとって重要である。

資料46（最近のカナダ及びニュージーランドとの防
衛協力・交流の主要な実績（2019年度以降））

（1）カナダ
ア　カナダとの防衛協力・交流の意義

日カナダ両国は、共にG7に所属し、同じ太平洋国家
であるとともに、基本的価値を共有する戦略的なパート
ナーである。2019年の防衛協力に関する共同声明や、
日加ACSAの発効、2017年以降毎年実施している日加
共同訓練「KAEDEX（カエデックス）」や多国間共同訓
練の実施など、日加防衛当局間の関係は、ここ数年で飛
躍的に深化してきた。さらに、2022年12月には防衛駐
在官を新規派遣した。
イ　最近の主要な防衛協力・交流実績など

2022年6月、岸防衛大臣（当時）は、シンガポールで
開催されたシャングリラ会合に際し、アナンド・カナダ
国防大臣と日加防衛相会談を行った。両大臣は、今般の
ロシアによるウクライナ侵略は、欧州のみならず、アジ
アを含む国際秩序の根幹を揺るがすもので、断じて認め
られず、基本的価値を共有する国々が、一致団結して対
応することが極めて重要であるとの認識で一致した。

2023年5月、岸田内閣総理大臣は、G7広島サミット
の機会にトルドー・カナダ首相と日加首脳会談を行っ
た。会談では、東アジア情勢に関する意見交換を行い、
中国をめぐる諸課題への対応や核・ミサイル問題、拉致
問題を含む北朝鮮への対応において、引き続き日加で緊
密に連携していくことで一致した。また、日加情報保護
協定の交渉実施などをはじめとした、2022年に日加両

国で発表した「FOIPに資する日加アクションプラン」
の着実な進展を歓迎した。
ウ　各軍種の取組

2022年5月、統 幕 長 は、ベ ル ギ ー で 開 催 さ れ た
NATO参謀長会議に際し、エア・カナダ軍参謀総長と
会談を行った。会談では、ロシアによるウクライナ侵略
を含む情勢認識などを共有するとともに、力による一方
的な現状変更の試みが断じて許されない、国際社会共通
の課題であることで一致した。また、同年10月、統幕長
はカナダ公式訪問に際し、エア・カナダ軍参謀総長と会
談を行い、FOIPの実現に向け、自衛隊とカナダ軍の防衛
協力・交流をより一層深化させていくことで一致した。

同年5月、海幕長は、オーストラリアにおいてべイン
ズ・カナダ海軍司令官（当時）と会談を行った。日加海
軍種間の更なる連携強化について確認した。また、海自
は、ハワイ周辺におけるパシフィック・ドラゴン2022

（日米豪韓加ミサイル警戒演習）、太平洋における日加新
共同訓練、グアム島及び同周辺におけるパシフィック・
ヴァンガード22（日米豪韓加共同訓練）、マレーシア沖
からシンガポール沖におけるKAEDEX22（日加共同訓
練）、南シナ海などにおけるノーブル・レイヴン22（日
米加共同訓練）やノーブル・ミスト22（日米豪加共同訓
練）を実施し、連携の強化を図った。

同年4月、空幕長は米国で開催された宇宙シンポジウ
ムに際し、マインジンガー・カナダ空軍司令官（当時）
と会談を行った。また、同年9月、米国で開催された国
際空軍参謀長等会同に際し、ケニー・カナダ空軍司令官
と会談を行った。各会談では、カナダ空軍との宇宙分野
を含めた連携強化などについて意見交換を行った。

（2）ニュージーランド
ア　ニュージーランドとの防衛協力・交流の意義

戦略環境が厳しさを増すインド太平洋地域において、わ
が国と基本的価値を共有するニュージーランドは重要な
戦略的協力パートナーである。防衛当局間においても、ハ
イレベル交流や共同訓練、部隊間交流などを活発に実施
している。2022年3月には、防衛駐在官を新規派遣した。

2022年4月の日ニュージーランド首脳会談では、情
報保護協定の正式交渉開始について両首脳が決定した旨
を発表した。
イ　最近の主要な防衛協力・交流実績など

2022年6月、岸防衛大臣（当時）は、シンガポールに

 参照

統幕長によるカナダ軍参謀本部訪問（2022年10月）
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おいて開催されたシャングリラ会合に際し、ヘナレ・
ニュージーランド国防大臣（当時）と会談し、FOIPの実
現に向けて、太平洋島嶼国地域における防衛協力を一層
進めていくことで一致した。また、ロシアのウクライナ
侵略などによって国際秩序の根幹が揺らぐ中で、両国が
引き続き緊密に連携していくことを再確認した。また、
東シナ海や南シナ海をめぐる情勢について、力による一
方的な現状変更の試みや緊張を高めるいかなる行為にも
強く反対するとの意思を改めて表明した。
ウ　各軍種の取組

2022年7月、統幕長は、オーストラリアにおいて
ショート・ニュージーランド国防軍司令官と会談を行っ
た。会談では、統幕長からトンガ王国への国際緊急援助
活動での自衛隊とニュージーランド軍の連携をはじめ、
共同訓練や人的交流などにより関係が深化していること
について歓迎の意を表した。また、FOIPの実現のため
日ニュージーランド間の連携をより一層緊密にしていく
重要性について確認した。

同年6月、陸幕長は、東京において開催されたPALS22
（水陸両用指揮官シンポジウム）に際し、ギルモア・
ニュージーランド統合軍司令官と懇談を行い、津波など
の災害派遣における水陸両用部隊の役割について、意見
交換した。同じく、海幕長も懇談を行った。日ニュージー
ランド海軍種間の更なる連携強化について確認した。

また、同年8月、海自は、日加新共同訓練を実施し、戦
術技量の向上及び参加各国との連携強化を図った。

6　北欧・バルト諸国
（1）フィンランド
ア　フィンランドとの防衛協力・交流の意義

フィンランドは、基本的価値を共有する戦略的パート
ナーであり、2019年には、岩屋防衛大臣（当時）とニー
ニスト・フィンランド国防大臣（当時）との間で、日フィン
ランド防衛協力・交流に関する覚書への署名が行われた。
イ　最近の主要な防衛協力・交流実績など

2022年10月、浜田防衛大臣は、カイッコネン・フィン
ランド国防大臣と会談し、ロシアのウクライナ侵略などに
よって国際社会が厳しい安全保障環境に直面する今こそ、
国際社会が結束することが重要であることを確認した。
ウ　各軍種の取組

2022年9月、統幕長は、キヴィネン・フィンランド国防

軍司令官と会談し、両国がルールに基づく国際秩序の維
持に貢献するため引き続き連携していくことで一致した。

（2）スウェーデン
ア　スウェーデンとの防衛協力・交流の意義

スウェーデンは基本的価値を共有するパートナーである。
イ　最近の主要な防衛協力・交流実績など

2022年12月には、北欧諸国で初となる、防衛装備
品・技術移転協定が署名され、発効した。

（3）デンマーク
ア　デンマークとの防衛協力・交流の意義

デンマークは基本的価値を共有する戦略的パートナー
である。
イ　最近の主要な防衛協力・交流実績など

デンマークとの間では、2019年、河野防衛大臣（当時）
は、ブラムセン・デンマーク国防大臣（当時）との間で
電話会談を実施し、二国間の防衛交流や両国を取り巻く
安全保障情勢などについて、意見交換などを行った。

（4）エストニア
エストニアは、基本的価値を共有するパートナーであ

る。世界有数のIT立国として先進的な取組を行ってお
り、防衛省・自衛隊との間でサイバー防衛分野における
協力が進展している。また、国内にNATOサイバー防
衛協力センター（CCDCOE）を擁すなど、日NATO協
力の観点からも重要な役割を担っている。

7　中東欧諸国
（1）ウクライナ
ア　ウクライナとの防衛協力・交流の意義

ウクライナは、自由、民主主義、法の支配といった基
本的価値を共有するパートナーである。同国との間では、
2018年、ペトレンコ国防次官（当時）が訪日し、日ウク
ライナ防衛協力・交流に関する覚書に署名したほか、日
ウクライナ安全保障協議を開催した。
イ　最近の主要な防衛協力・交流実績など

ロシアによるウクライナ侵略後、ウクライナ政府から
の装備品などの提供要請を受け、2022年3月以降、防弾
チョッキ、防護マスク、防護衣などの非殺傷の物資の提
供を順次行っている。同月、岸防衛大臣（当時）は、レズ
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ニコフ・ウクライナ国防大臣と初めてのテレビ会談を実
施した。さらに、同年4月、2回目となる日ウクライナ防
衛相テレビ会談を行った。会談において、レズニコフ・
ウクライナ国防大臣から、わが国の人道支援及び防衛
省・自衛隊によるウクライナへの装備品などの提供につ
いて、改めて深い謝意が述べられた。岸防衛大臣（当時）
からは、ロシア軍が占拠していたキーウ近郊の地域にお
いて、多数の無

む
辜
こ

の民間人が殺害されるといった残虐な
行為が明らかになったことを受け、このような行為は重
大な国際人道法違反であり、断じて許すことはできず、
厳しく非難するとともに、ロシアは責任を問われなけれ
ばならない旨述べた。2022年2月に開始されたロシア
によるウクライナ侵略は、明らかにウクライナの主権及
び領土一体性を侵害し、武力の行使を禁ずる国際法と国
連憲章の深刻な違反であるとともに、このような力によ
る一方的な現状変更は、国際秩序の根幹を揺るがすもの
であり、決して認められない旨改めて伝達した。

また、2023年5月、岸田内閣総理大臣は、G7広島サ
ミットに出席するため訪日していたゼレンスキー・ウク
ライナ大統領と日ウクライナ首脳会談を実施し、ウクラ
イナ側の要請を踏まえ、新たに100台規模のトラックな
どの自衛隊車両及び約3万食の非常用糧食を提供するこ
と及びウクライナ負傷兵を自衛隊中央病院に受け入れる
ことを決定した旨伝達し、ゼレンスキー・ウクライナ大
統領からは、感謝の意が述べられた。同月、ウクライナ
からの要請に基づき、費用を原則日本側が負担するかた
ちで、下腿切断（膝から下の足が切断された状態）のウ
クライナ負傷兵2名を自衛隊中央病院に受け入れ、必要
なリハビリ治療を実施する旨公表した。

ウ　その他
2022年4月、総理特使たる林外務大臣のポーランド

訪問の復路運航において、日本への避難を希望するもの
の、自力での渡航手段の確保が困難なウクライナ避難民
20名を政府専用機に同乗させた。加えて同月、「ウクラ
イナ被災民救援国際平和協力業務実施計画」が閣議決定
さ れ、同 年5月 か ら 国 連 難 民 高 等 弁 務 官 事 務 所

（U
Office of the United Nations High Commissioner for Refugees

NHCR）がドバイに備蓄している人道救援物資を、自
衛隊機によりポーランド及びルーマニアへ輸送した。

2023年3月、岸田内閣総理大臣は、ロシアによるウク
ライナ侵略後初めてウクライナを訪問し、キーウにおい
て、ゼレンスキー・ウクライナ大統領と首脳会談を行っ
た。首脳会談では、岸田内閣総理大臣から、祖国と自由を
守るために立ち上がっているウクライナ国民の勇気と忍
耐に敬意を表し、わが国が議長国を務めるG7広島サミッ
トにおいて、法の支配に基づく国際秩序を守り抜くとい
う決意を示したい旨述べた。ゼレンスキー・ウクライナ
大統領からは、岸田内閣総理大臣のウクライナ訪問を心
から歓迎するとともに、ロシアによるウクライナ侵略に
対する日本の立場への謝意が示され、わが国とさらに協
力を進めていきたい旨述べられた。また、情報保護協定
の締結に向けた調整開始について、両首脳が合意した。

Ⅳ部1章3節3項1（8）（ウクライナ）、3節2項（国
連平和維持活動などへの取組）

（2）ポーランド
ア　ポーランドとの防衛協力・交流の意義

ポーランドは、基本的価値を共有する戦略的パート
ナーである。同国との間では、「戦略的パートナーシップ

 参照

岸田内閣総理大臣によるブチャでの献花（2023年3月）【首相官邸HP】

日ウクライナ防衛相テレビ会談（2022年4月）
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に関する行動計画」に基づき、政治・安全保障の分野を
含めた協力が進められている。2022年2月には、日ポー
ランド防衛協力・交流に関する覚書が署名された。また、
新たに策定された防衛戦略においては、ポーランドを含
む中東欧諸国との連携を強化していくことが明記された。
イ　最近の主要な防衛協力・交流実績など

2022年5月、統幕長は、ベルギーにおいて開催された
NATO参謀長会議に際し、アンジェイチャク・ポーラ
ンド軍参謀総長との会談を行った。会談では、ウクライ
ナへの人道支援物資輸送における、輸送機の受け入れに
対して謝意を伝えるとともに、ロシアによるウクライナ
侵略を中心に意見交換し、力による一方的な現状変更の
試みが断じて許されない、国際社会共通の課題であるこ
とで一致した。また、2023年2月、統幕長はポーランド
を公式訪問し、アンジェイチャク・ポーランド軍参謀総
長との会談において、日ポーランドの防衛協力・交流を
より一層強化することで一致した。

（3）チェコ
ア　チェコとの防衛協力・交流の意義

チェコは、基本的価値を共有する戦略的パートナーで
ある。2017年には中東欧諸国との間では初となる防衛
協力・交流に関する覚書が署名されており、新たに策定
された防衛戦略においては、チェコを含む中東欧諸国と
の連携を強化していくことが明記された。
イ　最近の主要な防衛協力・交流実績など

2023年1月、井野防衛副大臣は防衛副大臣としては
初めてチェコを訪問し、シュルツ第一国防副大臣との会
談などを行った。会談では、ウクライナ情勢を含む地域
情勢のほか、両国の防衛協力・交流について意見交換を
行い、引き続き緊密に連携していくことで一致した。

8　東南アジア（ASEAN）諸国
（1）ASEAN諸国との防衛協力・交流の意義

A
Association of Southeast Asian Nations

SEAN諸国は、高い経済成長を続けるなど、成長セ
ンターとしての高い潜在性を有している。また、ASEAN
諸国は、わが国のシーレーンの要衝を占めるなど戦略的
に重要な地域に位置し、わが国及び地域全体の平和と繁
栄の確保に重要な役割を果たしている。

こうしたASEAN諸国の重要性を踏まえれば、防衛
省・自衛隊が、地域協力の要となるASEANの中心性・

一体性・強靱性の強化を支援しつつ、ASEAN諸国それ
ぞれとの間で防衛協力・交流を強化することは、FOIP
実現において大きな意義を有する。また、わが国にとっ
て望ましい安全保障環境を創出することにつながるもの
である。

わが国は、このような考えに基づき、ASEAN諸国と
の間では、ハイレベル・実務レベル交流を通じた信頼醸
成及び相互理解の促進を行うとともに、能力構築支援、
共同訓練、防衛装備・技術協力などを推進している。ま
た、二 国 間 協 力 に 加 え、拡 大ASEAN国 防 相 会 議

（A
ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus

DMMプラス）やASEAN地域フォーラム（A
ASEAN Regional Forum

RF）と
いった多国間の枠組みでの協力も実施している。わが国
が2016年に日ASEAN防衛協力の指針として表明した

「ビエンチャン・ビジョン」は、ASEAN全体への防衛協
力の方向性について、透明性をもって重点分野の全体像
を初めて示したものであった。また、2019年、タイで開
催された第5回日ASEAN防衛担当大臣会合において、
河野防衛大臣（当時）は「ビエンチャン・ビジョン」の
アップデート版である「ビエンチャン・ビジョン2.0」
を発表し、ASEAN各国の大臣から歓迎の意が示された。
防衛省としては、こうした二国間・多国間の協力を今後
も積極的に推進する考えである。

本節3項（多国間における安全保障協力の推進）、本
節5項（能力構築支援への積極的かつ戦略的な取組）、
資料47（最近のASEAN諸国との防衛協力・交流の
主要な実績（2019年度以降））、資料57（ビエンチャ
ン・ビジョン2.0）

（2）インドネシア
ア　インドネシアとの防衛協力・交流の意義

インドネシアとの間では、2015年3月の日インドネ
シア首脳会談において、安倍内閣総理大臣（当時）とジョ
コ大統領は、海洋と民主主義に支えられた戦略的パート
ナーシップの強化で一致し、日インドネシア「2＋2」を
開催することについて再確認しており、様々なレベルと
分野で防衛協力・交流が活発に行われている。

また、2023年5月、岸田内閣総理大臣は、G7広島サ
ミットに出席するため訪日したジョコ大統領と首脳会談
を行い、岸田内閣総理大臣より、法の支配に基づく自由
で開かれた国際秩序を守っていくことの重要性に言及
し、ジョコ大統領より同意する旨発言があった。

 参照
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イ　最近の主要な防衛協力・交流実績など
2022年6月、岸防衛大臣（当時）は、カンボジアで実

施された日ASEAN防衛担当大臣会合に参加した際、プ
ラボウォ国防大臣と会談を行った。会談において両大臣
は、ロシアのウクライナ侵略によって国際秩序の根幹が
揺らぐ中で、両国が引き続き緊密に連携していくことを
再確認した。
ウ　各軍種の取組

2022年7月、統幕長は、オーストラリアで実施された
インド太平洋参謀長会議に参加した際、アンディカ国軍
司令官（当時）と会談を行った。会談では、共に海洋国家
である両国が、地域の平和と繁栄を支える自由で開かれ
た海洋秩序を維持し、FOIP実現のため、防衛協力・交
流を一層進展させる重要性について確認した。

同年8月、陸幕長は、インドネシア陸軍の公式招待を
受けて、ドゥドゥン・インドネシア陸軍参謀長と懇談し、
両国の地政学的共通点について認識を共有するととも
に、インドネシア陸軍とハイレベル交流、共同訓練など
を多層的に実施し、陸軍種間における防衛協力・交流を
さらに深化させていくことで合意した。陸自は、同年7
～8月、ガルーダ・シールド22（米尼陸軍との実動訓練）
に初めて参加した。さらに、同年8月から10月にかけて、
国連三角パートナーシップ・プログラム（U

United Nations Triangular Partnership Programme
NTPP）の

一環として、インドネシアの工兵要員を対象とした重機
の操作訓練に、陸上自衛官26名を派遣し、PKOにおけ
るインフラ整備、宿営地の造成などに必要な知識及び技
能の修得に寄与した。

同年5月、海幕長は、オーストラリアにおいてマルゴ
ノ海軍参謀長（当時）と懇談し、今後の連携の強化の方
向性などについて確認した。2023年2月、海自は、イン
ドネシア海軍との親善訓練を行った。

2022年12月、空幕長は、ファジャル・インドネシア空
軍参謀長と会談を行った。会談では、ASEANの「インド
太平洋に関するASEANアウトルック」（AOIP）とわが
国のFOIPは、多くの本質的な共通点を有しており、それ
ぞれの実現に向けて協力可能であるとの考えを述べた。

（3）ベトナム
ア　ベトナムとの防衛協力・交流の意義

南シナ海の沿岸国であるベトナムとの間では、防衛当
局間の協力・交流が進展している。2021年の防衛相会
談を契機に、日越二国間だけではなく、地域や国際社会

の平和と安定により積極的に貢献するための「新たな段
階に入った日越防衛協力」のもと、ハイレベル交流など
を推進している。

また、2023年5月、岸田内閣総理大臣はG7広島サ
ミットに参加するために訪日したチン首相と首脳会談を
実施し、東シナ海・南シナ海情勢及び北朝鮮への対応に
おける連携を確認した。
イ　最近の主要な防衛協力・交流実績など

2022年6月、岸防衛大臣（当時）は、カンボジアで実
施された日ASEAN防衛担当大臣会合に参加した際、ザ
ン国防大臣と会談を行った。会談において両大臣は、能
力構築支援など様々な分野において協力が進展している
ことを歓迎するとともに、今後も協力を継続していくこ
とで一致した。
ウ　各軍種の取組

2022年5月、ギア人民軍副総参謀長を公式招待し、陸
幕長との会談を行い、HA/DRやPKOなどの能力構築
支援をはじめとした多層的な日越陸軍種防衛協力・交流
を推進していくことで一致した。

同年5月、海幕長は、オーストラリアにおいてフン海
軍副司令官と会談し、今後の連携の強化の方向性などに
ついて確認した。

同年6月、空幕長は、ベトナムを公式訪問し、カー防
空・空軍司令官（当時）との会談を行い、空軍種間におい
ても各種協力をより力強く推進していくことで一致した。

（4）シンガポール
ア　シンガポールとの防衛協力・交流の意義

シンガポールは2009年、東南アジア諸国の中で、わ
が国との間で最初に防衛交流に関する覚書に署名した国
である。以後、この覚書に基づき、各種の協力関係が着
実に進展している。
イ　最近の主要な防衛協力・交流実績など

2022年6月、岸防衛大臣（当時）はシンガポールにお
いてシャングリラ会合に参加し、ウン国防大臣と会談す
るとともに、改定された日星防衛交流覚書に署名した。
これを契機とした両国間の防衛協力・交流の更なる進展
で一致した。また、防衛装備品・技術移転協定の正式交
渉開始を歓迎した。
ウ　各軍種の取組

2022年6月、統幕長は、シャングリラ会合に参加し、
オン国軍司令官（当時）との会談を実施した。会談では、
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インド太平洋地域における情勢認識などについて意見交
換し、戦略的パートナーとして、防衛協力・交流などを
引き続き強化していくことを確認した。

同年5月、海幕長はオーストラリアにおいてベン海軍
司令官（当時）と会談を行い、両国の今後の連携強化の
方向性などについて確認した。また、同年8月、シンガ
ポール海軍は横須賀港に寄港し、親善訓練を実施した。

同年7月、空幕長は英国においてコン空軍司令官と会
談を実施した。懇談では、地域情勢に関する認識を共有
したほか、双方がともに導入するF-35Bなどについて意
見交換した。

（5）フィリピン
ア　フィリピンとの防衛協力・交流の意義

南シナ海の沿岸国であり、米国の同盟国でもあるフィ
リピンとの間では、ハイレベル交流のほか、艦艇の訪問
や防衛当局間協議をはじめとする実務者交流、軍種間交
流が頻繁に行われている。
イ　最近の主要な防衛協力・交流実績など

2022年4月、岸防衛大臣（当時）は、日比間では初め
てとなる「2+2」を行い、相互訪問及び後方支援分野に
おける物品・役務の相互提供を円滑にするための枠組み
の検討などを開始することで一致した。

2023年2月、自衛隊がHA/DRに関連する活動のた
めにフィリピンを訪問する際の手続きを簡素化する「防
衛省とフィリピン国防省との間のフィリピンにおける自
衛隊の人道支援・災害救援活動に関する取決め（TOR）」
が署名された。さらに、同月、浜田防衛大臣はガルベス
国防大臣代行と会談を行い、自衛隊とフィリピン国軍の
間の訓練などの協力をさらに強化し、円滑にするための
方途の検討を継続することで一致した。
ウ　各軍種の取組

2022年7月に、統幕長は、オーストラリアにおいて実
施されたインド太平洋参謀総長会議に参加し、セン
ティーノ国軍参謀長との会談を行った。会談では、ハイレ
ベル交流や各軍種間交流、共同訓練、また、警戒管制レー
ダーの輸出といった防衛装備・技術協力などの様々な分
野における両国間の協力が進展していることを歓迎した。

同年4月、陸幕長はブラウナー・フィリピン陸軍司令
官とのテレビ懇談を実施した。また、同年6月、陸幕長
は、東京で開催した水陸両用指揮官シンポジウム

（PALS22）に併せて、フィリピン海兵隊司令官との会談

を実施した。さらに、フィリピン陸軍司令官及び同海兵
隊司令官を公式招待し、ハイレベル交流、共同訓練、専
門家交流、能力構築支援など、ハイエンドにおける協力
も含む日比陸軍種間の連携をさらに強化していくことに
ついて意見の一致を確認した。同年12月には、フィリピ
ン陸軍司令官及びフィリピン海兵隊司令官がYS-83（日
米共同方面隊指揮所演習）を視察するのに併せ、初とな
る日米比ハイレベル懇談を行った。懇談において、日米
比のハイレベル懇談を今後定例化するとの合意、さら
に、日米・米比の共同訓練に対し、相互にオブザーバー
を派遣することなど、具体的な日米比の防衛協力の方向
性について合意し、日米比5人の陸軍種トップ間の強固
な信頼関係を構築した。

同年10月、陸自はカマンダグ22（米比海兵隊との実
動訓練）に参加し、災害救助などに関する訓練を実施し
た。同月、工兵部隊を日本に招へいし、HA/DR分野に
関する能力構築支援を実施した。今回、招へいした隊員
は、2021年、ODAで人命救助システムを供与した部隊
の代表者であり、器材の取扱要領にかかる練度を向上さ
せることができた。また、人命救助システムを装備した部
隊は、2023年2月にトルコ南東部で発生した地震に際し、
人命救助活動のため現地に派遣されるなど、同軍に対す
る取組が着実に成果をあげていることが確認できた。

2022年5月、海幕長は、オーストラリアにおいてヴァ
レンシア海軍参謀長（当時）と会談を行い、今後の連携
の強化の方向性などについて確認した。また、同年4月
及び11月、海自はフィリピン海軍との親善訓練を実施、
同年10月には米豪比主催共同訓練「Exercise SAMA 
SAMA / LUMBAS 2022」に参加した。

同年6月、空自はフィリピン空軍とフィリピン国内で

日米比ハイレベル懇談（2022年12月）
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ドウシン・バヤニハン2-22（日比人道支援・災害救援
共同訓練）を実施しHA/DRにかかる能力の向上及び連
携の強化を図った。本訓練に合わせて空幕長はフィリピ
ンを訪問し、カンラス空軍司令官（当時）との会談や共同
部隊視察のほか、フィリピン空軍主催のエア・フォース・
シンポジウムに参加した。同年10月からは、フィリピン
空軍への航空警戒管制レーダー移転に伴うフィリピン空
軍学生に対する受託教育を行った。さらに、同年12月に
は、東南アジア諸国への初となる空自戦闘機（F-15）の
フィリピンへの派遣を実施し、相互理解の促進を図った。

（6）タイ
ア　タイとの防衛協力・交流の意義

タイとの間では、早くから防衛駐在官の派遣や防衛当
局間協議を開始するなど、伝統的に良好な関係のもと、
長きにわたる防衛協力・交流の歴史を有している。また、
防衛大学校では、1958年に初めて外国人留学生として
受け入れたのがタイ人学生であり、その累計受入れ数も
最多となっている。
イ　最近の主要な防衛協力・交流実績など

2022年5月、岸田内閣総理大臣のタイ訪問の際に防
衛装備品・技術移転協定が署名され、発効した。
ウ　各軍種の取組

2022年6月、陸幕長はPALS22（水陸両用指揮官シン
ポジウム）においてタイ王立海兵隊司令官と会談を行っ
た。

同年5月、海幕長は、オーストラリアにおいてニラサ
マイ海軍司令官（当時）との懇談を行い、今後の連携の
強化の方向性などについて確認した。

（7）カンボジア
ア　カンボジアとの防衛協力・交流の意義

カンボジアは、1992年にわが国として初めて国連
PKOに自衛隊を派遣した国である。また、2013年から
能力構築支援を開始するなど、両国間での防衛協力・交
流は着実に進展している。
イ　最近の主要な防衛協力・交流実績など

2022年6月、岸防衛大臣（当時）は、カンボジアで開
催された第7回日ASEAN防衛担当大臣会合に参加し、
ティア・バニュ副首相兼国防大臣と会談を行った。会談
において、両大臣は、ロシアのウクライナ侵略によって
国際秩序の根幹が揺らぐ中で、両国が引き続き緊密に連

携していくことを再確認した。
ウ　各軍種の取組

2022年6月、陸自はカンボジア王国軍PKO訓練校に
対し、能力構築支援事業として隊員を派遣し、測量技術
に関する教育を行った。

2023年3月、海自は、カンボジア海軍との親善訓練を
実施した。

（8）ミャンマー
2021年に発生した国軍によるクーデターに対し、同

年、わが国や米国を含む12か国の参謀長などの連名に
より、国軍及び関連する治安機関による民間人に対する
軍事力の行使を非難するとともに、国軍に対して暴力を
停止するよう求める声明を発出した。

（9）ラオス
2023年3月、岡防衛審議官はラオスにおいて、チャン

サモーン副首相兼国防大臣を表敬し、能力構築支援事業
などについて意見交換を行うとともに、今後も日ラオス
防衛協力・交流を推進していくことで一致した。

陸自は、2022年度内、ラオス人民軍に対し、HA/DR
分野において、計4回の能力構築支援事業を実施した。

（10）マレーシア
ア　マレーシアとの防衛協力・交流の意義

南シナ海の沿岸国であるマレーシアとの間では、防衛
協力・交流に関する覚書に署名済みであるほか、防衛装
備品・技術移転協定が締結されている。
イ　各軍種の取組

2022年11月、陸自は、マレーシア国防省・国軍職員な
どに対し、能力構築支援事業としてHA/DR分野に関す
る知見の共有などを行った。なお、本事業はマレーシア
への災害対処能力の段階的な定着を目指して開始したも
のであり、防衛省・自衛隊を含む関係省庁、地方自治体
と方面総監部レベルの知見の共有やハイレベルの協議を
実施し、今後の事業推進を図った。

同年5月、海幕長は、オーストラリアにおいてレッザ
海軍司令官（当時）との懇談を行い、今後の連携の強化
の方向性などについて確認した。

2023年2月、空幕長は、オーストラリアにおいて、ア
スガル・マレーシア空軍司令官と会談し、相互理解及び
信頼関係の強化を図るとともに、日馬空軍種間の防衛協
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力・交流の重要性について確認した。

（11）ブルネイ
ア　最近の主要な防衛協力・交流実績

2022年6月、岸防衛大臣（当時）は、カンボジアにお
いて開催された日ASEAN防衛担当大臣会合に参加し、
併せてハルビ首相府大臣との会談を実施した。両大臣は、
ハイレベルを含む各種交流、寄港・寄航、共同訓練など
のプログラムを通じ、今後とも両国防衛当局間の関係を
一層強化していくことで一致した。また、2023年2月に
はラザック国防副大臣（当時）の訪日に際し、井野防衛
副大臣と会談を行い、日ブルネイ防衛協力・交流覚書に
署名した。また、新たに設置される両国防衛当局次官級
の「防衛政策対話」などを通じ、両国防衛当局間の関係
を一層強化していくことで一致した。
イ　各軍種の取組

2022年6月、陸幕長は、PALS22に併せてブルネイ陸
軍司令部参謀長との懇談を行った。

9　モンゴル
（1）モンゴルとの防衛協力・交流の意義

モンゴルとの関係は、2022年11月に「平和と繁栄の
ための特別な戦略的パートナーシップ」に格上げされて
おり、防衛協力・交流についても幅広い分野で進展して
いる。

（2）各軍種の取組
2022年7月、統幕長は、オーストラリアで開催された

インド太平洋参謀総長会議に際し、ガンゾリグ・モンゴ
ル軍参謀総長と会談を行った。会談では、2022年で国
交50周年を迎える両国の協力が、「日モンゴル防衛協
力・交流覚書」に基づき着実に進展していることを歓迎
するとともに、PKO分野などにおける協力及び連携を
一層進めていくことを確認した。

また、能力構築支援事業については、2022年も積極
的に実施した。具体的には、PKOに関する施設分野及び
HA/DR（衛生）分野についての助言などを行い、日・モ
ンゴル外交樹立50周年事業の成功に寄与した。

2022年11月、モンゴル空軍司令官初の公式訪問に際
し、空幕長は、ガンバト空軍司令官との間で、日モンゴ
ル空軍種間の防衛協力・交流に関する覚書に署名し今後

の関係強化に合意した。

10　アジア諸国
（1）スリランカ
ア　スリランカとの防衛協力・交流の意義

スリランカは、インド洋のシーレーン上の要衝に位置
する重要国であり、近年、同国との防衛協力・交流を強
化している。
イ　各軍種の取組

2022年5月、海自は、スリランカ海軍との親善訓練を
実施した。また、2023年1月、米海軍とスリランカ海軍
が主催する共同訓練「CARAT2023」に参加した。

（2）パキスタン
ア　パキスタンとの防衛協力・交流の意義

パキスタンは、南アジア、中東、中央アジアの連接点
に位置し、わが国にとって重要なシーレーンにも面して
いるなど、インド太平洋地域の安定にとって重要な国家
である。また、同国は、伝統的にわが国と友好的な関係
を有する親日国でもあり、そのような観点から、同国と
の防衛協力・交流を推進している。
イ　各軍種の取組

2022年5月のインド太平洋シーパワー会議2022
（IP22）や同年11月のWPNSにて、海幕長は、ニヤー
ジー海軍参謀長との会談を行い、今後の連携の強化の方
向性などについて確認した。また、2023年2月、海自は、
パキスタンが主催する海軍種の多国間共同訓練「アマン
23」へ参加した。

（3）バングラデシュ
ア　バングラデシュとの防衛協力・交流の意義

バングラデシュは、南アジア、中東、中央アジアの連
接点に位置し、わが国にとって重要なシーレーンにも面
しているなど、インド太平洋地域の安定にとって重要な
国家である。
イ　各軍種の取組

2022年7月、統幕長は、オーストラリアで開催された
インド太平洋参謀長会議に際し、ワカル・バングラデ
シュ首相府軍務局首席幕僚と会談を行った。

同年5月、海幕長はIP22や同年11月のWPNSにて、
イクバル・バングラデシュ海軍参謀長と会談を行った。
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2023年2月、空幕長は、ハンナン・バングラデシュ空
軍参謀長の初の訪日に際して会談し、空軍種間の防衛協
力・交流について意見交換した。

資料48（最近のアジア諸国との防衛協力・交流の主
要な実績（2019年度以降））

11　太平洋島嶼国
（1）太平洋島嶼国との防衛協力・交流の意義

太平洋島嶼国は、海洋国家であるわが国と法の支配に

基づく自由で、開かれた、持続可能な海洋秩序の重要性
についての認識を共有するとともに、わが国と歴史的に
も深い関係を持つ重要な国々である。わが国としては、
2021年、第9回太平洋・島サミットにおいて、菅内閣総
理大臣（当時）から、わが国と太平洋島嶼国間の協力を
強化する「太平洋のキズナ政策」を発表した。また、防衛
戦略では、重要なパートナーとして、同盟国・同志国な
どとも連携して能力構築支援などの協力に取り組むこと
とした。なお、軍隊のみならず沿岸警備隊などを対象と
することも検討する旨明記された。

 参照

パプアニューギニア陸軍工兵大隊　三等軍曹
Robin Pokaiyeh　ロビン・ポカイエ

世界的な新型コロナウイルス感染拡大の中、人道支
援・災害救援（HA/DR）分野の能力構築支援事業の一
環として、防衛省・自衛隊には我々パプアニューギニ
ア（PNG）陸軍工兵大隊の重機材整備チームに対し、
施設機械整備に関する教育を提供してもらっていま
す。本事業は、2021年の5日間のオンライン教育か
ら始まり、そこで我々は整備の基礎を学びました。

2022年7月、チームリーダーである私と同僚3名
は、陸上自衛隊施設学校で実施された3週間のドー
ザー整備教育に参加しました。

これまでPNG陸軍工兵大隊は日本製の重機材や車
両を取得しており、日本での教育は、それらを管理・
整備する我々にとてもふさわしいものでした。今般の
経験を通じ、知識をより深め、技能の向上を促進する

だけでなく、最新の機材とコンポーネントの整備要
領、それらの機能や動作原理について理解を深めるこ
とができました。

本事業により、我々の重機材や車両整備業務はより
容易かつ効果的・効率的になりました。さらに整備工
場ではもちろんのこと、現在PNG国内で工兵大隊が
従事している道路整備事業においてもこれらの学びが
生かされています。

本事業は、経験豊かで高度な知識や技術力を持ち、
懇切丁寧な教官によるプロフェッショナルなものでし
た。また、日本の教官たちとの間で人と人との関係を築
くことができ、連帯感と強い絆が生まれました。このよ
うな二国間協力による教育は間違いなく参加者の技術
レベルを引き上げ、将来のPNGにおける人道支援・災
害救援活動に寄与するものであり、さらには、日本と
PNGとの協力関係をより強固にすることでしょう。

エンジン整備実習にてディーゼルエンジンの構造・機能を学ぶ筆者 
（中央）

施設機械整備教育の修了式にて、 
陸上自衛隊施設学校教官らと共に記念撮影 

（筆者は前列左から4人目）

能力構築支援事業に参加したパプアニューギニア陸軍人からの声VOICE
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（2）最近の主要な防衛協力・交流実績など
2022年6月、岸防衛大臣（当時）は、シンガポールに

おいて開催されたシャングリラ会合に際し、セルイラ
トゥ・フィジー共和国防衛・国家安全保障・警察大臣

（当時）との会談を行った。両者は今後も両国間の防衛協
力・交流を一層推進しFOIPの実現のために、緊密に連
携していくことで一致した。

同年7月、岸防衛大臣（当時）は、フアカヴァメイリ
ク・トンガ王国首相兼国防大臣とテレビ会談を行った。

（3）各軍種の取組
2022年7月、統幕長は、オーストラリアで開催された

インド太平洋参謀長会議に際し、フィエラケパ・トンガ
王国軍参謀総長との会談を行った。会談では、統幕長か
ら同年1月にトンガ王国にて発生した火山噴火による被
害について、改めて心からのお見舞いを伝えた。また、
同じ海洋国家としてFOIPの実現に向けて引き続き協力
していくことを確認した。

同様に、統幕長はカロニワイ・フィジー国軍司令官と
も会談を行った。会談では、トンガ王国への国際緊急援
助活動に際し、自衛隊とフィジー軍が良好に連携できた
ことを高く評価するとともに、同じ海洋国家として
FOIPの実現に向けて引き続き協力していくことを確認
した。

2022年6月、陸幕長は、東京において開催された
PALS22（水陸両用指揮官シンポジウム）に際し、ボサ
ウェル・フィジー海軍支援指揮官と懇談を行い、シンポ
ジウムを通じた多国間の協力やフィジーに対する能力構
築支援などにより、日フィジー間の防衛協力・交流を深
めていくことで認識を一致した。PNG及びフィジーと

の間では、能力構築支援事業を実施しており、施設分野、
衛生分野に加え、軍楽隊育成の分野に関する技術指導な
どを行い、関係強化を図っている。

海自は、2022年6～10月にかけて行われたインド太
平洋方面派遣（IPD22）において、フィジー共和国海軍、
トンガ王国海軍、ミクロネシア連邦国境管理・海上監視
部、パラオ共和国海上保安局、ソロモン諸島海上警察、
バヌアツ警察海上部隊と、それぞれ親善訓練を実施した。
多国間訓練時も含め、これらの訓練に際しては、各国に
寄港することにより、さらなる防衛協力・交流の推進を
図った。

空自は、ミクロネシア連邦などにおける人道支援・災
害救援共同訓練「クリスマス・ドロップ」に参加した。
また、2023年1月、空自U-4多用途支援機が、国外運航
訓練のためパラオ共和国に寄航した際、センゲバウ・シ
ニョール副大統領などを招待し、機体視察会を実施した。
副大統領からは、わが国のFOIPビジョンとそれに基づ
く取組に対して支持が表明された。

資料49（最近の太平洋島嶼国との防衛協力・交流の
主要な実績（2019年度以降））

12　中東諸国
（1）中東諸国との防衛協力・交流の意義

中東地域の平和と安定は、シーレーンの安定的利用や
エネルギー・経済の観点から、わが国を含む国際社会の
平和と繁栄にとって極めて重要であることから、防衛
省・自衛隊としても、同地域の国と協力関係の構築・強
化を図るため、ハイレベル交流や部隊間交流を進めてき
ている。2023年1～5月、防衛省・自衛隊は、海自掃海
母艦などによる令和4年度インド太平洋・中東方面派遣

（I
Indo-Pacific and Middle East Deployment
MED）を実施し、わが国が同地域の安定と繁栄に深く

コミットしていくという意思を示した。

（2）アラブ首長国連邦
アラブ首長国連邦（U

United Arab Emirates
AE）との間では、2018年に防

衛交流に関する覚書が署名された。これ以降、防衛大臣
や統幕長などによるハイレベル交流から防衛当局間協議
の定期開催、空軍種間協力などを通じて、二国間防衛協
力・交流を深化し続けている。

2023年5月には、中東の国との間では初めてとなる
防衛装備品・技術移転協定が署名された。
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（3）イスラエル
2022年8月、浜田防衛大臣は、ガンツ・イスラエル副

首相兼国防大臣（当時）の訪日に際して会談を行い、「日
本国防衛省とイスラエル国防省との間の防衛交流に関す
る覚書」の改訂版に署名した。また、両大臣は、防衛装
備・技術協力や軍種間協力を含む両国間の防衛協力・交
流を引き続き強化していくことで一致した。

同年7月、空幕長は、英国において開催された英国際
航空宇宙軍参謀長等会議に際し、バール・イスラエル空
軍司令官と会談を行い、空軍種間の防衛協力・交流を引
き続き発展させていくことに合意した。

（4）イラン
2022年4月、岸防衛大臣（当時）はアーシュティヤー

ニ・イラン国防軍需大臣とテレビ会談を実施し、防衛当
局間の意思疎通を継続していくことで一致した。

（5）エジプト
エジプトとの間では、防衛副大臣などのエジプト訪問

を含むハイレベル交流を通じて、二国間防衛協力・交流
の推進の重要性について確認している。

（6）オマーン
オマーンとの間では、2019年に防衛協力に関する覚

書が署名された。ハイレベル往来のほか、寄港・訓練を
含む海軍種間協力を継続している。2022年6月には、海
自がオマーン海軍と編隊航行訓練を実施した。

（7）カタール
カタールとの間では、2015年、防衛交流に関する覚

書が署名された。2019年の初の防衛相会談以降、防衛
大臣や統幕長によるハイレベル交流など、防衛協力・交
流を引き続き深化させている。

（8）サウジアラビア
サウジアラビアとの間では、2016年、防衛交流に関

する覚書が署名された。コロナ禍においても防衛相電話
会談を実施するなど、防衛協力・交流を継続的に深化さ
せてきている。

2022年5月、海幕長は、オーストラリアにおいてゴ
ファイリー海軍司令官と会談を行い、今後の連携の強化
の方向性などについて確認した。

（9）トルコ
トルコとの間では、2012年に防衛協力・交流の意図

表明文書が署名された。
2022年5月、統幕長は、ベルギーにおいて開催された

NATO参謀長会議に際し、ギュレル・トルコ軍参謀総
長と会談を行った。会談では、ウクライナ情勢を受け、
国際社会が協力していく必要性について確認した。

同年10月、海自の派遣海賊対処行動水上部隊は、トル
コ海軍との海賊対処共同訓練を実施した。

（10）バーレーン
バーレーンとの間では、2012年に防衛交流に関する

覚書が署名され、ハイレベル交流などを実施してきた。
2023年2月から3月にかけて、海自インド太平洋・中
東方面派遣部隊がバーレーンに寄港するとともに、周辺
海域で実施した米国主催国際海上訓練（IMX/CE23）に
参加した。

（11）ヨルダン
ヨルダンとの間では、2016年に防衛交流に関する覚

書が署名され、外務・防衛当局間協議を継続的に開催し
ている。

2022年12月、自衛隊は、中東地域において初となる、
統合展開・行動訓練をヨルダンにおいて行った。

2023年2月、統幕長はヨルダンを公式訪問し、アブ
ドッラー2世国王陛下への謁見のほか、ハサーウネ首相
兼国防大臣などを表敬するとともに、フネイティ統合参
謀議長と会談を行い、今後の防衛協力・交流について確
認した。

資料50（最近の中東諸国との防衛協力・交流の主要
な実績（2019年度以降））

13　ジブチ
（1）ジブチとの防衛協力・交流の意義

ジブチは、海賊対処のため、海外で唯一自衛隊の拠点
が存在する重要な国家である。同拠点はUNMISS派遣
部隊への物資の輸送に活用されたほか、わが国がジブチ
に対して実施している災害対処能力強化支援における教
育の際にも活用されている。今後、在外邦人等の保護・輸
送など、アフリカ諸国などにおける運用基盤強化のため、
本活動拠点を長期的・安定的に活用することとしている。
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（2）最近の主要な防衛協力・交流実績など
2023年2月、統幕長は、ジブチを公式訪問し、ザッカ

リア国軍参謀総長と会談を行った。会談では、今後の日
ジブチ間防衛協力・交流の方向性などについて意見交換
を実施した。また、陸自は2022年11月から2023年1
月の間、ジブチ災害対処能力強化支援事業として、施設
分野に関する教育などを行った。2022年5月、海自は、
ジブチ海軍との親善訓練を行った。

資料51（最近のその他の諸国との防衛協力・交流の
主要な実績（2019年度以降））

14　中南米諸国
（1）中南米諸国との防衛協力・交流の意義

中南米諸国には、太平洋に面する国や、わが国と基本
的価値を共有する国が多く存在しており、そのような
国々との防衛協力・交流を推進している。

（2）最近の主要な防衛協力・交流実績など
コロンビアとの間では、2016年12月、防衛交流に関

する覚書に署名した。
2022年7月、海自はカリブ海においてコロンビア海

軍との親善訓練を実施した。
ブラジルとの間では、2020年、岸防衛大臣（当時）は、

シルヴァ・ブラジル国防大臣(当時)と両国間で初となる
日ブラジル防衛相会談をオンラインで実施した。その際、
日ブラジル防衛協力・交流に関する覚書に署名し、今後
も防衛協力・交流を強力に推進していくことで合意した。

ジャマイカとの間では、2019年12月、ホルネス首相
兼国防大臣が来日し、河野防衛大臣（当時）と会談した。

2022年8月、海自は、ハワイ周辺においてチリ海軍及
びメキシコ海軍との親善訓練を実施した。

ペルーとの間では、2022年6月、陸幕長は、東京で開
催したPALS22（水陸両用指揮官シンポジウム）に際し、
ペルー海兵部隊コマンド参謀総長との懇談を実施した。

資料51（最近のその他の諸国との防衛協力・交流の
主要な実績（2019年度以降））

15　中国
（1）中国との防衛協力・交流の意義

わが国は、中国との間で、様々なレベルの意思疎通を

通じ、主張すべきは主張し、責任ある行動を求めつつ、
諸懸案も含め対話をしっかりと重ね、共通の課題につい
ては協力をしていくとの「建設的かつ安定的な関係」を
構築していく。

防衛省・自衛隊としては、中国がインド太平洋地域の
平和と安定のために責任ある建設的な役割を果たし、国
際的な行動規範を遵守するとともに、軍事力強化や国防
政策にかかる透明性を向上するよう引き続き促す。一方
で、わが国の懸念を率直に伝達していく。また、両国間
における不測の事態を回避するため、ホットラインを含
む「日中防衛当局間の海空連絡メカニズム」を運用して
いく。

（2）最近の主要な防衛協力・交流実績など
日中防衛交流は、2012年9月のわが国政府による尖

閣三島（魚釣島、南小島及び北小島）の取得・保有以降、
停滞していたが、2014年後半以降、交流が徐々に再開
している。

2022年6月、岸防衛大臣（当時）は、シンガポールに
おいて開催されたシャングリラ会合に際し、魏

ぎ
鳳
ほう

和
わ

国務
委員兼国防部長（当時）と会談を行った。会談において、
ロシアによるウクライナ侵略は、国連憲章をはじめ国際
法の明確な違反であり、力による一方的な現状変更は、
欧州のみならず、アジアを含む国際秩序の根幹を揺るが
すものであり、断じて認められないと指摘した上で、安
保理常任理事国である中国が、国際社会の平和と安全の
維持のため、責任ある役割を果たすよう求めた。

また、東シナ海情勢に関し、尖閣諸島周辺海域を含む
東シナ海において力による一方的な現状変更の試みが継
続していることや、空母「遼寧」によるわが国近海での
訓練をはじめとした中国による懸念すべき活動が継続し
ていることについて、改めて中国側に強く自制を求めた。
台湾情勢については、台湾に関するわが国の基本的立場
に変更はない旨述べた上で、台湾海峡の平和と安定はわ
が国のみならず、国際社会にとっても極めて重要である
旨述べた。

南シナ海問題については、係争地形における滑走路建
設などの南シナ海の軍事化を含め国際社会が共有する懸
念について、中国側が真摯に耳を傾けるよう求めるとと
もに、わが国として力による一方的な現状変更の試みや
緊張を高める如何なる行動にも強く反対する旨伝達し
た。さらに、日中関係については懸念があるからこそ率
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直な意思疎通を図ることが必要である旨述べ、双方は、
今後も日中防衛当局間において対話や交流を推進してい
くことで一致した。

また、同年11月、第14回日中高級事務レベル海洋協
議がオンラインで実施され、日本側から東シナ海情勢、
南シナ海情勢に関する深刻な懸念を表明するとともに、
中国側の自制ある行動を強く求めた。

さらに2023年2月、約4年ぶりに日中安保対話が東
京で実施され、日中双方の安全保障政策について率直な
意見交換を行った。日本側からは、尖閣諸島を含む東シ
ナ海情勢、ロシアとの連携を含むわが国周辺における中
国による軍事活動の活発化などについて深刻な懸念を改
めて表明した。わが国領空内で確認されていた特定の気
球型の飛行物体についてわが国の立場を改めて明確に申
し入れた。また、台湾海峡の平和と安定の重要性などに
ついても、わが国の立場を改めて明確に伝達した。また、
海洋分野に関する日中高級事務レベル海洋協議など、日
中間の様々な対話の枠組みを重層的に活用し、安全保
障・防衛分野における日中間の意思疎通を継続・強化し
ていくことで一致した。

（3）日中防衛当局間の海空連絡メカニズム
2018年6月、海空連絡メカニズムの運用が開始され

た。本メカニズムは、日中防衛当局の間で、①日中両国
の相互理解及び相互信頼を増進し、防衛協力・交流を強
化するとともに、②不測の衝突を回避し、③海空域にお
ける不測の事態が軍事衝突又は政治外交問題に発展する
ことを防止することを目的として作成されたものであ

6 ARFは、政治・安全保障問題に関する対話と協力を通じ、アジア太平洋地域の安全保障環境を向上させることを目的としたフォーラムで、1994年から開
催されている。現在25か国1地域（ASEAN10か国（ブルネイ、インドネシア、ラオス、マレーシア、フィリピン、シンガポール、タイ、ベトナム、カンボジ
ア（以上1995年から）、ミャンマー（1996年から））に、日本、オーストラリア、カナダ、中国、インド（以上1996年から）、ニュージーランド、PNG、韓国、
ロシア、米国、モンゴル（以上1998年から）、北朝鮮（2000年から）、パキスタン（2004年から）、東ティモール（2005年から）、バングラデシュ（2006
年から）、スリランカ（2007年から））と1機関（欧州連合（E

European Union
U））がメンバー国となり、外務当局と防衛当局の双方の代表による各種政府間会合を開催し、

地域情勢や安全保障分野について意見交換を行っている。

り、主な内容は、①防衛当局間の年次会合・専門会合の
開催、②日中防衛当局間のホットライン開設、③自衛隊
と人民解放軍の艦船・航空機間の連絡方法となってい
る。

日中防衛当局間のホットラインについては、2023年
3月に設置され、同年5月、浜田防衛大臣と李

り
尚

しょう
福
ふく

国務
委員兼国防部長との間で初回の通話を行い、運用を開始
した。

資料52（最近の日中防衛協力・交流の主要な実績
（2019年度以降））

16　ロシア
2022年2月に発生したロシアによるウクライナ侵略

について、政府は、明らかにウクライナの主権及び領土
一体性を侵害し、武力の行使を禁ずる国際法と国連憲章
の深刻な違反であり、決して認められない行為であると
ともに、このような力による一方的な現状変更は、国際
秩序の根幹を揺るがすものであるとして、ロシアを最も
強い言葉で非難している。

ロシアとの関係については、ウクライナ情勢を踏ま
え、政府としてG7の連帯を重視しつつ適切に対応する
こととしている。同時に、隣国であるロシアとの間で、
不測の事態や不必要な摩擦を招かないためにも、最低限
の必要なコンタクトは絶やさないようにすることも必要
である。

資料53（最近の日露防衛協力・交流の主要な実績
（2019年度以降））

	 33	 多国間における安全保障協力の推進

1　多国間安全保障枠組み・対話にお
ける取組

多国間の枠組みについては、拡大ASEAN国防相会議
（A

ASEAN Defence Ministers' Meeting-Plus
DMMプラス）、ASEAN地域フォーラム6（A

ASEAN Regional Forum
RF）をは

じめとした取組が進展しており、インド太平洋地域の安
全保障分野にかかる議論や協力・交流の重要な基盤と
なっている。わが国としては、そうした枠組みなどを重視
して域内諸国間の協力・信頼関係の強化に貢献している。
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資料54（多国間安全保障対話の主要実績（インド太
平洋地域・2019年度以降））、資料55（防衛省主催
による多国間安全保障対話）、資料56（その他の多国
間安全保障対話など）

7 2010年10月に発足し、ASEAN域外国として、わが国のほか、米国、オーストラリア、韓国、インド、ニュージーランド、中国及びロシアが参加している。

（1）拡大ASEAN国防相会議（ADMMプラス）
のもとでの取組

ASEANにおいては、域内における防衛当局間の閣僚
会合であるASEAN国防相会議（ADMM）のほか、わが
国を含めASEAN域外国8か国7（いわゆる「プラス国」）
を加えた拡大ASEAN国防相会議（ADMMプラス）が

 参照

図表Ⅲ-3-1-3 拡大ASEAN国防相会議（ADMMプラス）の組織図及び概要

拡大ASEAN国防相会議（ADMMプラス）とは

ASEAN域外国を含むインド太平洋地域の国防大臣が出席する、政府主催の公式な会議

※参加国：ASEAN10か国＋8カ国（オーストラリア・中国・インド・日本・ニュージーランド・韓国・ロシア・米国）

ADMMプラスのもとには専門家会合（EWG）が設置され、インド太平洋地域の安全保障課題に対し、共同演習などの実践的な取組が
なされているところがADMMプラスのユニークな点である。

7つの分野に設置され、各EWGは1期（3年）をASEAN加盟国1カ国とプラス1カ国が共催する。

※7つの分野　…　①対テロ　②人道支援・災害救援　③海洋安全保障　④防衛医学　⑤PKO　⑥地雷処理　⑦サイバー

各EWGにおいては、それぞれの分野に関する情報共有、ワークショップ、セミナー、共同訓練の開催、勧告や報告書の提出などの実践
的な取組が行われている。
わが国はベトナムと共に2021年から2024年を1つの任期とする第4期PKO専門家会合の共同議長を務めている。

専門家会合（EWG: Experts’ Working Group）とは

拡大ASEAN国防相会議（ADMMプラス）
ASEAN Defence Ministers’ Meeting Plus
…　防衛大臣など閣僚級の会議。毎年開催

高級事務レベル会合（ADSOMプラス）
ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting Plus
…　次官・局長級の会議。毎年開催

高級事務レベル会合ワーキンググループ
（ADSOMプラスWG）
ASEAN Defence Senior Officials’ Meeting Plus Working Group
…　課長級の会議。毎年開催

専門家会合（EWG）
Experts’ Working Group
をADSOMプラス、
ADSOMプラスWG
のもとに設置
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開催されている。
ADMMプラスは、全てのASEAN加盟国とプラス国

の防衛担当大臣が一堂に会し、地域や国際社会における
安全保障上の課題や防衛協力・交流などについて議論を
行う極めて重要な枠組みであり、防衛省・自衛隊も積極
的に参加している。

2022年11月、小野田防衛大臣政務官は、カンボジア
王国で開催された第9回ADMMプラスに出席し、ルー
ルに基づく自由で開かれた国際秩序の形成に全力で取り
組み、ASEANを要とした地域協力に積極的に関与して
いく決意を表明した。また、ロシアによるウクライナ侵
略や北朝鮮による弾道ミサイルの発射などを強く非難す
るとともに、中国による一方的な現状変更の試みを強く
指摘した。

ADMMプラスは、閣僚会合のもとに、①高級事務レ
ベル会合（A

ASEAN Defence Senior Officials' Meeting-Plus
DSOM）プラス、②ADSOMプラスWG、

③専門家会合（E
Experts' Working Group

WG）が設置されている。2023年現在、
わが国はベトナムと共にPKO専門家会合の議長8を務め
ており、PKOに関する実践的かつ専門的な知見共有と
協力の促進に貢献している。

図表Ⅲ-3-1-3（拡大ASEAN国防相会議（ADMMプ
ラス）の組織図及び概要）

（2）ASEAN・ダイレクト・コミュニケーション
ズ・インフラストラクチャー（ADI）

2021年12月、岸防衛大臣（当時）は、「ASEAN・ダ
イレクト・コミュニケーションズ・インフラストラク

8 わが国はこれまで第1期（2011年から2013年）に防衛医学、第2期（2014年から2016年）にHA/DR EWGの共同議長を務め、第3期（2017年から
2019年）は各EWGに積極的に参加、第4期（2021年から2024年）はベトナムとPKO EWGの共同議長を務めている。

9 毎年、外相級の閣僚会合のほかに、高級事務レベル会合（SOM：Senior Officials’ Meeting）及び会期間会合（ISM：Inter-Sessional Meeting）が開かれ
るほか、信頼醸成措置及び予防外交に関する会期間支援グループ（ISG on C

Inter-Sessional Support Group on Confidence Building Measures and Preventive Diplomacy
BM/PD）、ARF安全保障政策会議（A

ARF Security Policy Conference
SPC）などが開催されている。また、

2002年の閣僚会合以降、全体会合に先立って、ARF防衛当局者会合（D
Defence Officials’ Dialogue

OD）が開催されている。

チャー（A
ASEAN Direct Communications Infrastructure

DI）」への加入を表明した。ADIは、緊急時を
含め、ASEAN各国の防衛担当大臣間でのコミュニケー
ションを図るための常設のホットラインであり、プラス
国にもその利用を拡大している。2023年3月、わが国は
プラス国の中で初めて、ADIが開通した国となった。防
衛省・自衛隊は、ADIが地域の信頼醸成や危機管理など
に有用であることから、これを活用し、ASEANとの間
で、より緊密なコミュニケーションを図り、共に地域の
平和と安定により積極的に貢献していく考えである。

（3）ASEAN地域フォーラム（ARF）
外交当局を中心に取り組んでいるARFについても、

近年、災害救援活動、海洋安全保障、平和維持・平和構
築といった非伝統的安全保障分野において、具体的な取
組9が積極的に進められており、防衛省・自衛隊として
も積極的に貢献している。

（4）防衛省・自衛隊が主催している多国間安全
保障対話

ア　日ASEAN防衛担当大臣会合及び「ビエン
チャン・ビジョン2.0」
2022年6月、岸防衛大臣（当時）は、カンボジアを訪

問し、第7回日ASEAN防衛担当大臣会合に出席すると
ともに、同会合参加国との二国間会談などを行った。

同会合において、岸防衛大臣（当時）は、「ビエンチャ
ン・ビジョン2.0」に基づき、今後も各種取組を強力に
推進していくことを表明した。そのうえで、新たな安全
保障課題について取り組むイニシアティブとして、環境
分野において、気候変動タスクフォースで得られた知見
を共有し、意見交換を行うセミナーの開催などを発表し
た。ASEAN側の大臣からもわが国の取組について歓迎
の意とともに、より実践的な防衛協力の推進への期待が
示された。
「ビエンチャン・ビジョン2.0」は、ASEAN全体への

防衛協力の方向性について、透明性をもって、重点分野
の全体像を示したものであり、協力の目的・方向性・手
段といった基本的な骨格は従来のものを踏襲しつつ、第

 参照

拡大ASEAN国防相会議での小野田政務官（2022年11月）
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一に「心と心の協力」、「きめ細やかで息の長い協力」、「対
等で開かれた協力の日ASEAN防衛協力」にかかる実施
3原則、第二にわが国の取組とASEANの中心性・一体
性との関係を明確化するものとしての「強靭性」の概念、
第三にAOIPとわが国のFOIPとのシナジーを追求する
視点という3点での新機軸を導入している。

環境安全保障分野では、気候変動が安全保障上の脅威
であるとの認識のもと、共通の課題に効果的に対応すべ
く、2023年3月、日ASEAN環境安全保障セミナーを初
めて開催し、2022年8月に策定された「防衛省気候変動
対処戦略」について説明した。参加各国などからも、気
候変動に伴う自然災害などの影響や軍による取組みにつ
いて、意見交換などが行われた。

サイバーセキュリティの分野では、「日ASEAN防衛
当局サイバーセキュリティ能力構築支援事業」10を2022
年2月に初めて実施した。

HA/DR分野では、「HA/DRに関する日ASEAN招へ
いプログラム」を行っている。2023年2月、5回目とな
る本プログラムにおいて、ASEAN加盟各国軍及び
ASEAN事務局から災害対応の担当者を招へいしてセミ
ナー、机上演習及び防災訓練施設視察などを行い、大規
模な自然災害発生時における多国間協力体制の強化を
図った。

同年2月、ASEAN各国の空軍士官などをわが国に招
へいし、「第3回プロフェッショナル・エアマンシップ・
プログラム（PAP）」を開催した。防衛省・自衛隊と
ASEANからの参加者との相互理解・信頼醸成、HA/DR
分野での専門的・実践的な知見の共有を一層促進した。

海洋安全保障の分野では、同年3月、第4回日ASEAN
乗艦協力プログラムをASEAN各国の海軍士官などをわ
が国に招へいし国際法にかかるセミナーや各種研修など
を開催した。

このように、ASEAN各国の参加者と、国際法の認識
共有や海洋安全保障、HA/DRなど様々な分野でのセミ
ナーや研修などを通じた能力向上支援及び相互理解・人

10 ASEAN各国のサイバーセキュリティ要員を対象として、自衛官が講師を務めるセミナーを開催し、サイバー空間で発生するインシデントにより適切に対
応できるようになることをねらいとする。

11 諸外国の国防大臣クラスを集めて防衛問題や地域の防衛協力についての議論を行うことを目的として開催される多国間会議であり、民間研究機関である
英国の国際戦略研究所の主催により始まった。2002年の第1回から毎年シンガポールで開催され、会場のホテル名からシャングリラ会合（Shangri-La 
Dialogue）と通称される。なお、2020年及び2021年は新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、中止となった。

12 英国国際戦略研究所（I
The International Institute for Strategic Studies

ISS）が主催している中東諸国の外務・防衛当局など関係者を中心に安全保障に関して意見交換を行う国際会議であり、毎年、バー

レーンのマナーマで開催されている。
13 欧米における安全保障会議の中で最も権威ある民間機関主催の国際会議の一つであり、1962年から毎年（例年2月）開催されている。欧州主要国の閣僚

をはじめ、世界各国の首脳や閣僚、国会議員、国際機関主要幹部が例年参加している。

的ネットワーク構築の促進を図り、もってインド太平洋
地域の安定に寄与している。

資料57（ビエンチャン・ビジョン2.0）

イ　日ASEAN防衛当局次官級会合
2023年3月には第12回会合を約4年ぶりに東京で開

催した。わが国からは、昨年12月に策定された新たな安
保戦略などについて説明し、その中でFOIPの実現に向
け、自由で開かれた国際秩序の維持・強化と同志国との
連携を強化していく旨表明した。

（5）その他
ア　民間機関など主催の国際会議

安全保障分野においては、政府間の国際会議だけでは
なく、政府関係者、学者、ジャーナリストなどが参加す
る国際会議も民間機関などの主催により開催され、中長
期的な安全保障上の課題の共有や意見交換などが行われ
ている。

主な国際会議としては、I
The International Institute for Strategic Studies

ISS（英国国際戦略研究所）
が主催する「IISSアジア安全保障会議（シャングリラ会
合）11」や「IISS地域安全保障サミット（マナーマ対話）12」、
欧米における安全保障会議の中でも最も権威ある会議の
一つである「ミュンヘン安全保障会議13」があり、防衛省
から、これらの会議に、防衛大臣などが積極的に参加し、
各国の国防大臣などとの会談や本会合におけるスピーチ
を行うことで、各国ハイレベルとの信頼醸成・認識共有
や、積極的なメッセージの発信を図っている。

2022年6月、岸防衛大臣（当時）は、第19回シャング
リラ会合に出席しスピーチを行った。スピーチでは、ま
ず、ロシアによるウクライナ侵略から導き出された教訓
は、今般の侵略と類似の問題を潜在的に抱えるインド太
平洋地域への教訓でもあると指摘した。そして、こうし
た問題を引き起こす主体に対し、わが国は最前線で対峙
していると主張するとともに、平和国家として歩みを強
めていくための防衛力の抜本的強化と日米同盟の強化に
ついて強調した。

 参照
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さらに、ASEANの中心性と一体性を支持する真に互
恵的なパートナーシップの構築、多様な地域の枠組みを
通じた国際法に則ったルールの強化、日米豪印の協力の
具体化、欧州諸国などの地域外の国々との協力の促進に
ついて言及した。そして、インド太平洋において危機が
起きた場合でも、国際社会全体による対応により、ルー
ルを無視する試みを阻止することができると確信してい
ると述べた上で、ルールに基づく国際秩序を守る諸国の
連帯は強固であるということを見誤るべきではない、と
の強いメッセージを発信した。
イ　各軍種の取組

（ア）統合幕僚監部
統幕長は、2022年5月、北大西洋条約機構（NATO）

軍事委員会が開催するNATO参謀長会議「アジア太平
洋セッション」にアジアパートナーとして参加した。
セッションにおいて、統幕長は、ショートステートメン
トを発表し、ウクライナ情勢に触れつつ、インド太平洋
地域においても力による一方的な現状変更の試みが継続
している状況にあり、日本は、欧州諸国によるインド太
平洋地域の平和と安定への関与を歓迎していることを強
調した。

同年7月、統幕長は、米インド太平洋軍及び豪軍が共
催するインド太平洋参謀長等会議（C

Chiefs of Defense Conference
HOD）に参加及び

豪軍が主催する南太平洋参謀総長等会議への参加を通
じ、インド太平洋地域の情勢及び安全保障上の課題につ
いて認識を共有できた。また、相互の信頼関係の構築及
び防衛協力・交流の一層の進展を図った。

（イ）陸上自衛隊
2022年6月、陸幕長と米太平洋海兵隊司令官の共催

のもと、太平洋水陸両用指揮官シンポジウム2022
（PALS22）を実施した。シンポジウムにおいて、インド
太平洋地域においては、HA/DRが最大公約数の課題で
あり、水陸両用部隊が重要な役割を担うこと、水陸両用
部隊が「統合（joint）」「省庁間（inter agency）」「多国間

（multi-national）」それぞれの連携の中核を担うこと、
そのほか共通の課題などの認識を共有した。

（ウ）海上自衛隊
2022年11月、海幕長が主催する西太平洋海軍シンポ

ジウム（WPNS）を実施した。国際観艦式などと併せて
実施され、20か国以上の参加を得て、海軍種間の信頼醸
成や友好親善を図ることができた。

そのほか、海幕長は、同年5月、豪海軍主催の「インド

動画：令和4年度インド太平洋方面派遣（IPD22）総集編
URL：https://twitter.com/i/status/1586875468262752256

動画：米海軍主催多国間共同訓練RIMPAC2022
URL：https://twitter.com/i/status/1572480758316339200

太平洋水陸両用指揮官シンポジウム2022（PALS22）（2022年6月）

動画：オーストラリア国際エアショーAvalon2023
URL：https://www.youtube.com/watch?v=zxreJEf-cBQ

動画：（豪州海軍主催多国間共同訓練）KAKADU2022
URL：https://www.facebook.com/JMSDF.PAO.fp/videos/436038058628946/
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太平洋シーパワー会議2022」やイタリア海軍主催地域
シ ー パ ワ ー・ シ ン ポ ジ ウ ム（T

Trans-Regional Sea Power Symposium
-RSS）へ の 参 加 や、

NATOナポリ統連合軍司令部への訪問などを通じ、関
係各国海軍との関係強化を図った。

（エ）航空自衛隊
2022年4月、空幕長は、米国の招待に応じて、宇宙シ

ンポジウム、宇宙軍参謀長等会同及びInternational 
Honor Rollに参加した。各種の会談などにおいて、イン
ド太平洋地域及び宇宙領域における課題などについて意
見交換し、空軍種及び宇宙軍種の防衛協力及び交流の推
進を図った。

そのほか、英国際航空宇宙軍参謀長等会議（G
Global Air and Space Chief's Conference

ASCC）
や国際空軍参謀長等会同（I

International Air Chiefs Conference
ACC）などに参加し、各国空

軍参謀長などとの意見交換などによる相互理解及び信頼
関係の強化を図った。

2　実践的な多国間安全保障協力の推
進

（1）パシフィック・パートナーシップ
パシフィック・パートナーシップ（P

Pacific Partnership
P）は、米海軍を

主体とする艦艇が域内各国を訪問して、医療活動、施設

補修活動、文化交流などを行い、各国政府、軍、国際機関
及びNGOとの協力を通じ、参加国の連携強化や国際平
和協力活動の円滑化などを図る活動である。2022年は、
ベトナム、パラオ共和国及びソロモン諸島において米海
軍病院船における診療やHA/DRセミナーを通じた参加
国軍との交流を行い、参加各国・各機関などとの連携強
化を図ることができた。

（2）多国間共同訓練
近年、防衛分野における多国間関係は「信頼醸成」の

段階から「具体的・実践的な協力関係の構築」の段階へ
と移行しており、これを実効的なものとするための重要
な取組として、様々な多国間共同訓練・演習が活発に行
われている。

特に、インド太平洋地域において、従来から行われて
いた戦闘を想定した訓練に加え、HA/DR、非戦闘員退
避活動（N
Non-combatant Evacuation Operation

EO）などの非伝統的安全保障分野を取り入れ
た多国間共同訓練に積極的に参加している。こうした訓
練への参加は、自衛隊の各種技量の向上に加え、関係国
間との協力の基盤を作るうえで重要であり、今後とも積
極的に取り組んでいくこととしている。

資料58（多国間共同訓練の参加など（2019年度以
降））

	 44	 宇宙領域及びサイバー領域の利用にかかる協力
国際社会においては、一国のみでの対応が困難な安全

保障上の課題が広範化・多様化しており、宇宙領域及び
サイバー領域の利用の急速な拡大は、これまでの国家の
安全保障のあり方を根本から変えるため、国際的なルー

ルや規範作りが安全保障上の課題となっている。防衛
省・自衛隊は、関係国と情報共有、協議、演習、能力構築
支援などを通じて連携・協力を強化することにより、宇
宙領域及びサイバー領域における優位性を早期に獲得す

 参照
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るとともに、国際的な規範の形成にかかる取組を推進す
ることとしている。

1章4節4項（宇宙領域での対応）、1章4節5項（サ
イバー領域での対応）

	 55	 能力構築支援への積極的かつ戦略的な取組

1　能力構築支援の意義
能力構築支援とは、平素から継続的に安全保障・防衛

関連分野における人材育成や技術支援などを行い、支援
対象国自身の能力を向上させることにより、地域の安定
を積極的・能動的に創出し、グローバルな安全保障環境
を改善するための取組である。

防衛省・自衛隊は、特にインド太平洋地域の各国など
と本事業を実施することにより、相手国軍隊などが国際
の平和及び地域の安定のための役割を適切に果たすこと
を促進し、わが国にとって望ましい安全保障環境を創出
することとしている。

このような活動には①相手国との二国間関係の強化が
図られる、②米国やオーストラリアなどと協力して、能
力構築支援を行うことにより、これらの国との関係強化
につながる、③地域の平和と安定に積極的・主体的に取
り組むわが国の姿勢が内外に認識されることにより、防
衛省・自衛隊を含むわが国全体への信頼が向上する、と
いった効果もある。

この際、自衛隊がこれまで蓄積してきた知見を有効に
活用するとともに、外交政策との連携を十分に図りなが
ら、多様な手段を組み合わせて最大の効果が得られるよ
う効率的に取り組むこととしている。

2　具体的な事業
防衛省・自衛隊による能力構築支援事業は、これまで

インド太平洋地域を中心に、16か国・1機関に対し、
HA/DR、PKO、海洋安全保障などの分野で行ってきて
いる。

防衛省・自衛隊による能力構築支援事業は、「派遣」も
しくは「招へい」又はこれらを組み合わせた手段により、
一定の期間をかけて相手国の具体的・着実な能力の向上
を図っている。

派遣は、専門的な知見を有する自衛官などを相手国に
派遣し、セミナーや講義・実習、技術指導などにより、
相手国の軍隊及びその関連組織の能力向上を目指すもの

である。また、招へいは、相手国の実務者などを防衛省・
自衛隊の部隊・機関などに招待し、セミナーや講義・実
習、教育訓練の研修などを通じてその能力向上を図ると
ともに、防衛省・自衛隊が現に行う人材育成の取組など
について知見を共有するものである。

また、新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、
2021年からはオンラインによる講義・実習も能力構築
支援の新たな手段として取り入れている。

2022年度は、派遣事業、招へい事業、オンライン事業
を合わせて13か国1機関に対し34件実施した。

具体的には、派遣事業として、ベトナムに対する航空
救難、水中不発弾処分及び潜水医学、フィリピンに対す
る艦船整備、カンボジアに対するPKO（施設）、モンゴ
ルに対するHA/DR（衛生）及びPKO（施設）、パプア
ニューギニアに対する軍楽隊育成、東ティモールに対す
る施設及び車両整備、ラオスに対するHA/DR（施設及
び捜索救助・衛生）の各分野に関する知見の共有や実技
支援などを実施した。

招へい事業としては、ベトナムに対する航空救難、水
中不発弾処分及びサイバーセキュリティ、フィリピンに
対する艦船整備、航空医学及びHA/DR、フィジーに対
する衛生、モンゴルに対するHA/DR（衛生）、パプア
ニューギニアに対するHA/DR（施設機械整備）、カザフ
スタンに対する衛生、ラオスに対するHA/DR（施設及
び捜索救助・衛生）、マレーシアに対するHA/DR、イン
ド ネ シ ア に 対 す るHA/DR及 び 日 本 語 教 育 支 援、
ASEAN各国及びASEAN事務局に対するHA/DRの各
分野に関する知見の共有や実技支援などを実施した。

オンライン形式の事業では、スリランカ空軍に対する
航空救難の分野に関するセミナーなどを実施した。

さらに、アフリカにおいては、ジブチ軍に対し、施設
器材の操作教育をはじめとする災害対処能力強化支援事
業を実施している。2022年12月から2023年1月にか
けては、自衛官14名を派遣し、同国工兵要員16名を教
育した。

図表Ⅲ-3-1-4（能力構築支援の最近の取組状況
（2022年4月～2023年3月））

 参照
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3　関係各国との連携
防衛省においては、米国やオーストラリアなどと共に

第三国に対する能力構築支援も実施している。
日米豪及びニュージーランドの4か国間においても、

具体的協力として、東ティモールにおける豪軍主催の能

力構築支援事業「ハリィ・ハムトゥック」に自衛隊と米
軍などがともに参加し、東ティモール軍工兵部隊に対し
施設分野及び車両整備の技術指導を実施した。

このように、能力構築支援を実施している関係各国と
の緊密な連携を図り、相互に補完しつつ、効果的・効率
的に取り組んでいくことが重要である。

図表Ⅲ-3-1-4 能力構築支援の最近の取組状況（2022年4月～2023年3月）

能力構築支援とは

モンゴル

フィジー

ベトナム

東ティモール パプアニューギニア

水中不発弾処分
航空救難、潜水医学
サイバーセキュリティ

HA／DR
航空医学、艦船整備

PKO（施設）
HA／DR（衛生）

車両整備・施設 軍楽隊育成
HA／DR（施設機械整備）

衛　生

　　　 は米国・オーストラリア・ニュージーランドとの連携事業を示す
能力構築支援事業を実施した国・分野（2022.4 ～ 2023.3）の一例

能力構築支援 … 「派遣」や「招へい」などの事業を実施することで、支援対象国の能力を一定の期間をかけて具体的・着実に向上させるこ
とを目的とした事業

「派遣」 … 専門的な知見を有する自衛官などを支援対象国に派遣し、セミナーや実習・講義、技術指導などにより、対象国の軍隊及
びその関連知識の能力向上を目指す

「招へい」 … 支援対象国の実務者などを防衛省・自衛隊の部隊・機関などに招待し、セミナーや実習・講義、教育訓練などの研修などを
通じて、対象国の実務者などの能力向上を図るとともに、防衛省・自衛隊が現に行う人材育成の取組などについて知見を
共有する

フィリピン

396日本の防衛

第1節多角的・多層的な安全保障協力の戦略的な推進に向けて

第
3
章

同
志
国
な
ど
と
の
連
携

第
Ⅲ
部

防衛2023_3-3-01.indd   396防衛2023_3-3-01.indd   396 2023/06/23   9:57:492023/06/23   9:57:49



	第2節	 海洋安全保障の確保
防衛戦略は、海洋国家であるわが国にとって、海洋の

秩序を強化し、航行・飛行の自由や安全を確保すること
は、わが国の平和と安全にとって極めて重要であるとし
ている。

このため、防衛省・自衛隊は、インド太平洋地域の沿
岸国と共に、FOIPの実現のため、海洋安全保障に関す

る協力を推進している。
また、シーレーンの安定的利用を確保するために、関

係機関との協力・連携のもと、海賊対処や日本関係船舶
の安全確保に必要な取組を実施している。

Ⅰ部4章5節（海洋をめぐる動向）

	 11	 海洋安全保障の確保に向けた取組
（1）政府としての基本的考え方

安保戦略において、わが国は海洋国家として、同盟
国・同志国などと連携し、航行・飛行の自由や安全の確
保、法の支配を含む普遍的価値に基づく国際的な海洋秩
序の維持・発展に向けた取組を進めることとしている。
具体的には、海洋状況監視、共同訓練・演習、海外にお
ける寄港などの推進、海賊対処や情報収集活動の実施を
明記している。

さらに、南シナ海などにおける航行及び上空飛行の自
由の確保、国際法に基づく紛争の平和的解決の推進、
シーレーン沿岸国との関係の強化、北極海航路の利活用
など、また、ジブチにおける拠点の活用について取り組
むこととしている。

また、2023年4月に閣議決定された第4期海洋基本
計画においては、引き続き海洋の安全保障の観点から海
洋政策を幅広く捉え、「総合的な海洋の安全保障」として
政府一体となった取組を進めることとしており、主にわ
が国自身の努力による「わが国の領海などにおける国益
の確保」や同盟国・同志国などとの連携強化を通じた、

「国際的な海洋秩序の維持・発展」のために必要な施策
を推進することとしている。

なお、中国とASEANが策定に向け協議を続けている
南シナ海行動規範（C

Code of Conduct in the South China Sea
OC）に対し、わが国としては、

COCは、国連海洋法条約をはじめとする国際法に合致
すべきであり、南シナ海を利用するステークホルダーの
正当な権利や利益を害してはならないとの立場を表明し
ている。

（2）防衛省・自衛隊の取組
防衛省・自衛隊は、シーレーンの安定的利用を確保す

るための海賊対処行動、中東地域における日本関係船舶
の安全確保に必要な情報収集活動などを行っている。ま
た、法の支配や航行の自由の重要性について、防衛省・
自衛隊としても機会を捉えて国際社会に呼びかけてお
り、私たちの繁栄に不可欠な海においても「法の支配」
を徹底することを一貫して訴えている。また、東シナ海
及び南シナ海において、力による一方的な現状変更の試
みが継続している旨指摘するとともに、南シナ海におい
ても、全ての当事者が、国連海洋法条約をはじめとする
国際法に基づく紛争の平和的解決に向け努力する重要性
について発信している。

	 22	 海賊対処への取組

1　海賊対処の意義
海賊行為は、海上における公共の安全と秩序の維持に

対する重大な脅威である。特に、海洋国家として国家の
生存と繁栄の基盤である資源や食料の多くを海上輸送に
依存しているわが国にとっては、看過できない問題であ

る。わが国は、海賊行為に対しては、第一義的には警察
機関である海上保安庁が対処し、海上保安庁では対処で
きない又は著しく困難と認められる場合には、自衛隊が
対処することになる。

ソマリア沖・アデン湾は、わが国及び国際社会にとっ
て、欧州や中東から東アジアを結ぶ極めて重要な海上交
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通路に当たる。人質の抑留による身代金の獲得などを目
的とした機関銃やロケット・ランチャーなどで武装した
海賊事案が多発・急増したことを受けて採択された
2008年6月の国連安保理決議以降の累次採択により、
各国は同海域における海賊行為を抑止するための行動、
特に軍艦及び軍用機の派遣を要請されている。

これまでに、米国など約30か国がソマリア沖・アデン
湾に軍艦などを派遣している。海賊対処のための取組と
しては、2009年に第151連合任務部隊1設置、2021年に
第151連合任務群に改編され、活動を継続中である。

こうした国際社会の取組が功を奏し、ソマリア沖・ア
デン湾における海賊事案の発生件数は、現在低い水準で
推移している。しかし、海賊を生み出す根本的な原因と
されているソマリア国内の不安定な治安や貧困などはい
まだ解決されていない。また、ソマリア自身の海賊取締
能力もいまだ不十分である現状を踏まえれば、国際社会
がこれまでの取組を弱めた場合、状況は容易に逆転する
おそれがある。

図表Ⅲ-3-2-1（ソマリア沖・アデン湾及びその周辺
における海賊等事案の発生状況（未遂を含む））

2　わが国の取組
（1）海賊対処行動のための法整備

2009年、ソマリア沖・アデン湾においてわが国関係

1 バーレーンに司令部を置く連合海上部隊が、海賊対処のための多国籍の連合任務部隊として、2009年1月に設置を発表した。
2 2016年12月以降、1隻に変更
3 正式名称：「海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律」
4 海自護衛艦に海上保安官8名が同乗し、必要に応じて海賊の逮捕、取調べなどの司法警察活動を行っている。

船舶を海賊行為から防護するため、海上警備行動が発令
されたことを受け、護衛艦2隻2がわが国関係船舶の直接
護衛を開始し、P-3C哨戒機も同年、警戒監視などを開
始した。

同年、海賊対処法3が施行されたことにより、全ての国
の船舶を海賊行為から防護することが可能となった。ま
た、民間船舶に接近するなどの海賊行為を行っている船
舶の進行を停止するために他の手段がない場合、合理的
に必要な限度において武器の使用が可能となった。

資料15（自衛隊の主な行動の要件（国会承認含む）
と武器使用権限等について）

（2）自衛隊の活動
ア　派遣海賊対処行動水上部隊などの部隊派遣

派遣海賊対処行動水上部隊、派遣海賊対処行動航空隊
及び派遣海賊対処行動支援隊を派遣し、現地における活
動を実施している。

派遣海賊対処行動水上部隊は、護衛艦（1隻派遣）によ
り、アデン湾を往復しながら民間船舶を直接護衛するエ
スコート方式と、状況に応じて割り当てられたアデン湾
内の特定の区域で警戒にあたるゾーンディフェンス方式
により、航行する船舶の安全確保に努めている。護衛艦
には海上保安官も同乗4している。

派遣海賊対処行動航空隊は、P-3C哨戒機（2機派遣）
により海賊行為への対処を行っている。第151連合任務
群司令部との調整により決定した飛行区域において警戒

 参照

 参照

アデン湾における海賊対処活動中の海自P-3C

図表Ⅲ-3-2-1 ソマリア沖・アデン湾及びその周辺にお
ける海賊等事案の発生状況（未遂を含む）
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監視を行い、不審な船舶の確認と同時に、海自護衛艦、
他国艦艇及び民間船舶に情報を提供し、求めがあればた
だちに周囲の安全を確認するなどの対応をとっている。
収集した情報は、常時、関係機関などと共有され、海賊
行為の抑止や、海賊船と疑われる船舶の武装解除といっ
た成果に大きく寄与している。

派遣海賊対処行動支援隊は、派遣海賊対処行動航空隊
を効率的かつ効果的に運用するために、ジブチ国際空港
北西地区に整備された活動拠点において、警備や拠点の
維持管理などを実施している。

また、派遣海賊対処行動航空隊及び派遣海賊対処行動
支援隊に必要な物資などの航空輸送を実施するため、必
要に応じ空輸隊などを編成し、空自輸送機を運航してい
る。
イ　第151連合任務群司令部などへの要員派遣

海賊対処を行う各国部隊との連携強化及び自衛隊の海
賊対処行動の実効性向上を図るため、2014年8月以降、
第151連合任務群及び連合海上部隊の各司令部に司令
部要員を派遣している。このうち、2015年には、自衛隊

から初めて第151連合任務部隊司令官を派遣し、その
後、2017年、2018年、2020年にもそれぞれ派遣した。
ウ　活動実績

水上部隊が護衛した船舶は、2023年3月31日現在で
4,068隻（海上警備行動に基づく護衛実績である121隻
を含む。）であり、自衛隊による護衛のもとで、1隻も海
賊の被害を受けることなく、安全にアデン湾を通過して
いる。

また、航空隊は、同日現在で飛行回数3,089回、延べ
飛行時間約22,190時間、船舶や海賊対処に取り組む諸
外国への情報提供15,972回の活動を行っている。アデ
ン湾における各国の警戒監視活動の約9割を航空隊が
担っている。

図表Ⅲ-3-2-2（自衛隊による海賊対処のための活動
（イメージ））、I部4章5節2項（2）（海賊）

3　わが国の取組への評価
自衛隊による海賊対処行動は、各国首脳などから感謝

 参照

図表Ⅲ-3-2-2 自衛隊による海賊対処のための活動（イメージ）

km

【各国の活動状況】

【派遣部隊の編成】

ソマリア

護衛航路（900km）

アデン湾

Gulf of Aden

護衛航路等上空

特定の海域（一例）

紅
 海

Red Sea

ジブチ

イエメン

Potions Copyright©2016 GeoCatalog Inc.
Source: Esri, DigitalGlobe, Earthstar Geographics, CNES/Airbus DS, USDA, USGS, GeoEye, Getmapping, AeroGRID, IGP, UPR-EGP, and the GIS Community

派遣海賊対処行動水上部隊

○海上自衛官約200名
○海上保安官8名同乗
○護衛艦×１隻
―哨戒ヘリ１～２機
―特別機動船×１～２隻

民間船舶のエスコート及び
ゾーンディフェンスを実施

自衛艦隊司令官

（注）参加国間のローテーション等の関係で、派遣国は時期により異なる。

（このほか、航空支援集団隷下に、C-130Hなどからなる空輸隊を編成し、所要に応じ、物資等の航空輸送を実施）

エスコート(艦艇） 自国枠組み 日・中・印 等

第151連合任務群 日・韓・パキスタン 等

欧州連合海軍部隊 スペイン・伊 等

警戒監視飛行
（哨戒機）

第151連合任務群 日

欧州連合海軍部隊 スペイン

【ゾーンディフェンス】

【警戒監視飛行】自衛隊拠点

海自で編成
陸・海自で編成

派遣海賊対処行動航空隊

○海上自衛官約60名
○Ｐ－３Ｃ×２機

アデン湾の警戒監視飛行を実施

第151連合任務群司令部派遣隊

○海上自衛官1名
（日本が司令国を担当する場合、
最大15名）

第151連合任務群に参加する
各国部隊等との連絡・調整

連合海上部隊司令部派遣隊

○海上自衛官2名

連合海上部隊司令部と第151
連合任務群との連絡・調整

【エスコート】

派遣海賊対処行動支援隊

○陸上自衛官約90名
○海上自衛官約40名
⇒合計約120名

※四捨五入によるため、合計は
符合しない。

ジブチ関係当局等との連絡・
調整、左記航空隊等の支援

艦艇による特定の海域内での
警戒監視活動

哨戒機が護衛航路等の上空
から情報提供などを実施

艦艇により、護衛航路内の
民間船舶を直接護衛

ゾーンディフェンス
（艦艇）
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の意が表されるほか、累次の国連安保理決議でも歓迎さ
れるなど、国際社会から高く評価されている。また、ソ
マリア沖・アデン湾における海賊対処に従事する現場の
海自護衛艦に対し、護衛を受けた船舶の船長や船主の
方々から、安心してアデン湾を航行できた旨の感謝や、

5 派遣海賊対処行動水上部隊は、2022年6月に米海軍と、同年9月にEU海上部隊（フランス海軍）、同年10月にスペイン海軍及びトルコ海軍と、2023年1、
2月にフランス空母打撃群（フランス海軍）及び米海軍（米海軍とは1月9日から14日の間のみ）と、同年2月にパキスタン海軍が主催する多国間共同訓
練「AMAN23」において参加国（米海軍、イタリア海軍、フランス海軍など）とそれぞれ共同訓練を実施

 派遣海賊対処行動航空隊は2022年11月にEU海上部隊（スペイン空軍）と共同訓練を実施

引き続き護衛をお願いしたい旨のメッセージが多数寄せ
られている。加えて、一般社団法人日本船主協会などか
らも日本関連船舶の護衛に対する感謝の意とともに、引
き続き海賊対処に万全を期して欲しい旨、継続的に要請
を受けている。

	 33	 訓練などを通じた取組
海自は、インド太平洋沿岸国との共同訓練などを通じ

戦術技量の向上を図るとともに、インド太平洋地域の平
和と安定への寄与、相互理解の増進及び信頼関係の強化
に取り組んでいる。

インド太平洋方面派遣（IPD22）では、派遣部隊が、
インド太平洋地域の各国海軍などとの共同訓練などを実
施するとともに、インド太平洋地域沿岸国の港湾への寄
港を行った。

また、派遣海賊対処行動水上部隊及び航空隊は、戦術

技量の向上及び各国軍との連携の強化を目的に、ソマリ
ア沖・アデン湾などにおいて、EUなど5との間で共同訓
練を実施している。

こうした共同訓練や寄港を通じたインド太平洋地域沿
岸国との連携の強化は、海洋安全保障の維持に寄与する
ものであり、大きな意義がある。

資料58（多国間共同訓練の参加など（2019年度以
降））、図表Ⅲ-3-2-3（自衛隊による寄港・寄航実績
（2022年4月～2023年3月））

 参照

図表Ⅲ-3-2-3 自衛隊による寄港・寄航実績（2022年4月～2023年3月）
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	 44	 海洋安全保障にかかる協力
防衛省・自衛隊は、インドネシア、ベトナム、フィリ

ピン、タイ、ミャンマー、マレーシア、ブルネイ及びスリ
ランカに対し、海洋安全保障に関する能力構築支援の取
組を行った実績がある。これにより、沿岸国などの
MDA能力などの向上を支援するとともに、わが国と戦
略的利益を共有するパートナーとの協力関係を強化して
いる。

また、第4期海洋基本計画では、法とルールが支配す
る海洋秩序に支えられた「自由で開かれた海洋」の維
持・発展に向け、防衛当局間においては、二国間・多国
間の様々なレベルの安全保障対話・防衛交流を活用して
各国との海洋の安全保障に関する協力を強化することと
されている。これを受け防衛省は、ADMMプラスや
ARF海洋安全保障会期間会合（I

Inter-Sessional Meeting on Maritime Security
SM-MS）といった地域

の安全保障対話の枠組みにおいて、海洋安全保障のため
の協力に取り組んでいる。

海洋安全保障にかかる能力構築支援

資料：海賊対処への取組
URL：https://www.mod.go.jp/js/activity/overseas.html
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	第3節	 国際平和協力活動への取組
防衛省・自衛隊は、外交活動とも連携しつつ、国際平和協力活動などに積極的に取り組んでいる。

	 11	 国際平和協力活動の枠組みなど

1	 自衛隊法第3条に定める任務。主たる任務はわが国の防衛であり、従たる任務は公共の秩序の維持、周辺事態（2007年当時）に対応して行う活動及び国際
平和協力活動である。なお、周辺事態は2016年の平和安全法制施行に伴い、重要影響事態に改正されている。

1　国際平和協力活動の枠組み
防衛省・自衛隊が本来任務1として行う国際平和協力

活動には、国連平和維持活動（国連PKO）への協力をは
じめとする国際平和協力業務、海外の大規模な災害に対
応する国際緊急援助活動、国際平和共同対処事態に際し
ての協力支援活動などがある。

Ⅱ部6章（自衛隊の行動などに関する枠組み）、1章
8節（平和安全法制施行後の自衛隊の活動状況など）、
図表Ⅲ-3-3-1（自衛隊による国際平和協力活動）、資
料15（自衛隊の主な行動の要件（国会承認含む）と
武器使用権限等について）、資料60（国際平和協力活
動関連法の概要比較）、資料61（自衛隊が行った国際
平和協力活動など）

2　国際平和協力活動を迅速、的確に
行うための平素からの取組

自衛隊が国際平和協力活動に積極的に取り組むために
は、引き続き、平素から各種体制の整備を進めることが
重要である。このため、陸海空自がともに、派遣待機部
隊などを指定し、常続的に待機態勢を維持している。ま
た、国連本部が各国のPKO派遣にかかる準備状況を具
体的に把握するための平和維持活動即応能力登録制度

（P
Peacekeeping Capability Readiness System
CRS）に施設部隊や司令部要員などのほか、C-2及び

C-130H輸送機を登録している。
また、自衛隊は、国際平和協力活動などにおいて人

員・部隊の安全を確保しつつ任務を遂行するために必要
な、派遣先での情報収集能力や防護能力の強化を進めて
いる。さらに、多様な環境や任務の長期化に対応するた
め、輸送展開能力や情報通信能力の向上、円滑かつ継続
的な活動のための補給や衛生の体制整備にも取り組んで
いる。

国際平和協力活動への従事にあたり必要な教育につい
ては、陸上総隊隷下の国際活動教育隊において、派遣前
の陸自要員の育成、訓練支援などを行っている。また、
統合幕僚学校の国際平和協力センターでは、国際平和協
力活動などに関する基礎的な講習を行うとともに、国連
PKOなどにおける派遣国部隊指揮官や、派遣ミッショ
ン司令部幕僚要員を養成するための専門的な教育を、国
連標準の教材や外国人講師も活用して行っている。

さらに、平成26（2014）年度からは外国軍人や関係省
庁職員に対する教育も行っている。これは、多様化・複
雑化する現在の国際平和協力活動の実態を踏まえ、関係
省庁や諸外国などとの連携・協力の必要性を重視したも
のであり、教育面での連携の充実を図ることで、より効
果的な国際平和協力活動に資することを目指している。

 参照

図表Ⅲ-3-3-1 自衛隊による国際平和協力活動

国
際
平
和
協
力
活
動

イラク国家再建に向けた取組への協力

国際テロ対応のための活動

国際平和協力業務

国際緊急援助活動

凡例：　　は限時法、　　は恒久法に基づく活動を示す。

「イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支
援活動の実施に関する特別措置法」に基づく活動
（2009年2月終結）

「テロ対策海上阻止活動に対する補給支援活動の実
施に関する特別措置法」に基づく活動
（2010年1月終結）

「国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律」
に基づく活動

「国際緊急援助隊の派遣に関する法律」に基づく活動

諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等
「国際平和共同対処事態に際して我が国が実施する
諸外国の軍隊等に対する協力支援活動等に関する法
律」に基づく活動

402日本の防衛

第3節国際平和協力活動への取組

第
3
章

同
志
国
な
ど
と
の
連
携

第
Ⅲ
部

防衛2023_3-3-03.indd   402防衛2023_3-3-03.indd   402 2023/06/23   9:58:492023/06/23   9:58:49



3　派遣部隊に対する福利厚生やメン
タルヘルス施策

防衛省・自衛隊では、任務に従事する隊員や留守家族
の不安を軽減するよう、各種家族支援施策、派遣部隊に
対するメンタルヘルス施策を実施している。派遣部隊の
隊員に対しては、①ストレス軽減に必要な知識を与える
ための派遣前教育、②派遣前・派遣中・派遣後などの各

段階に応じたメンタルヘルスチェック、③メンタルヘル
ス要員などによる派遣中の隊員の不安や悩みなどの相談
へのカウンセリング、④派遣中の隊員に対する専門的知
識を有する医官を中心としたメンタルヘルス診療支援
チームの本邦からの派遣、⑤帰国に際してのストレス軽
減のための帰国前教育、⑥帰国後の臨時健康診断など、
派遣部隊の特性に応じて必要な施策を実施している。

	 22	 国連平和維持活動などへの取組
国連PKOは、世界各地の紛争地域の平和と安定を図

る手段として、伝統的な停戦監視などの任務に加え、近
年では、文民の保護（P

Protection of Civilian
OC）、政治プロセスの促進、元兵

士の武装解除・動員解除・社会復帰（D
Disarmament, Demobilization and Reintegration

DR）、治安部門
改革（S

Security Sector Reform
SR）、法の支配、選挙、人権などの分野における

支援などを任務とするようになっている。2023年3月
末現在、12の国連PKOが設立されている。

また、紛争や大規模災害による被災民などに対して、
人道的な観点や被災国内の安定化などの観点から、国連
難民高等弁務官事務所（U

Office of the United Nations High Commissioner for Refugees
NHCR）などの国際機関や各

国政府、非政府組織（N
Non-Governmental Organization

GO）などにより、救援や復旧活
動が行われている。

これまで、わが国は、25年以上にわたって、カンボジ
ア、ゴラン高原、東ティモール、ネパール、南スーダンな
ど、様々な地域において国際平和協力業務などを実施
し、内外から高い評価を得ている。

現在、国連南スーダン共和国ミッション（U
United Nations Mission in the Republic of South Sudan

NMISS）
及び多国籍部隊・監視団（M

Multinational Force and Observers
FO）にそれぞれ司令部要員

を派遣している。
今後も国際平和協力活動については、これまでに蓄積

した経験を活かし、人材育成などに取り組みつつ、現地
ミッション司令部要員などの派遣やわが国が得意とする
分野における能力構築支援などの活動を通じ積極的に貢
献していくこととしている。

1　多国籍部隊・監視団（MFO 
Multinational Force and 
Observers）への派遣

（1）MFOへの派遣の意義など
1981年8月、MFOは、「エジプト・アラブ共和国及

びイスラエル国との間の平和条約の議定書」により、平
和条約に定められた国連の部隊及び監視団の任務及び責
任を代替する機関として設立された。MFOは、1982年
の活動開始以来、エジプトとイスラエルとの間の対話や
信頼醸成の促進を支援することにより、わが国の「平和
と繁栄の土台」である中東の平和と安定に貢献してきた。

このような中、MFOからわが国に対し、要員の派遣
について要請があり、わが国としても、国際平和のため
の努力に対し人的な協力を積極的に果たしていくため、
2019年4月以降、国際連携平和安全活動としてMFOへ
司令部要員2名を派遣している。

また、MFOでは、施設の更新・修繕のニーズが大き
く、2023年2月には、MFOから施設担当としてのわが
国要員の追加派遣について要請があったことから、同年
5月、施設業務を担当する司令部要員2名を追加派遣す
ることとした。

今般の要請は、これまでに派遣した要員の能力・実績
が評価された結果であり、追加派遣を行うことは、わが
国の自衛隊の強みである施設分野の知見・能力を対外的

MFO連絡調整部ミーティングに参加する派遣隊員
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に示すことができるとともに、MFOの活動基盤である
施設の整備に参画することで、中東の平和と安定に一層
貢献することができるなど、非常に意義深いものである。

（2）司令部要員などの活動
シナイ半島南部シャルム・エル・シェイクの南キャン

プに所在するMFO司令部において、従前より派遣して
いる司令部要員2名は、エジプト及びイスラエルの政府
その他の関係機関とMFOとの連絡調整に従事する連絡
調整部の副部長及び部員として勤務している。

今般の追加派遣の司令部要員2名については、MFO
の各種施設の更新に関する計画の作成や、進捗管理など
を行う後方支援部の施設課の課員として勤務を行う。ま
た、MFOに派遣された司令部要員が、円滑かつ効果的
に活動を行えるよう、関係機関との連絡・調整などを行
うため、カイロに連絡調整要員1名を派遣している。

この活動を通じ、中東の平和と安定へのわが国の一層
積極的な関与の姿勢を示すほか、米国などの他の要員派
遣国との連携の促進、人材育成の機会となることも期待
される。

図表Ⅲ-3-3-2（MFO活動の概要及び関連地図）、図
表Ⅲ-3-3-3（MFO組織図）

 参照

図表Ⅲ-3-3-2 MFO活動の概要及び関連地図

活 動 地 域 エジプト・シナイ半島
本部所在地 イタリア・ローマ
現地司令部 シャルム・エル・シェイク

（シナイ半島南部、南キャンプ内）
設 立 根 拠 「エジプト・アラブ共和国及びイスラエル国との間

の平和条約」（1979年3月）
「エジプト・アラブ共和国及びイスラエル国との間
の平和条約の設立議定書」（1981年8月）

活 動 期 間 1982年4月25日～
幹　　　部 ●　事務局長： エリザベス・ディブル（米）

●　司令官： パベル・コラーシュ（チェコ共和国）
要　員　数 ●　軍事要員： 1,164名（要員派遣国：13か国）

　　（MFOホームページより）
 ※活動部隊は、歩兵大隊、沿岸警備隊、文民監視

団などから構成

活動概要（2023年3月時点） 関連地図

100km

ヨル
ダン

エジプト

イスラエル

パレス
チナ

サウジ
アラビア

地中海
北キャンプ
エルゴラ

南キャンプ
シャルム・エル・シェイク
（司令部要員の派遣先）

ローマ

MFO本部 

【凡　例】
：MFOキャンプ

図表Ⅲ-3-3-3 MFO組織図

エジプト
代表事務所
（カイロ）

イスラエル
代表事務所

（テルアビブ）

MFO本部（ローマ）

MFO事務局長

軍事部門（シナイ半島）

司令官 顧問団

作戦部隊司令部

参謀長

作戦部

作戦計画部

後方支援部 施設課

連絡調整部

文民監視団

沿岸警備隊

歩兵大隊x3

後方支援大隊

（注）赤枠はわが国要員の配置部門

資料：国連PKO派遣30周年　陸上自衛隊「国際活動の軌跡と発展」
URL：https://www.mod.go.jp/gsdf/about/pko30/index.html
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2　国連南スーダン共和国ミッション
（UNMISS United Nations Mission 
in the Republic of South Sudan）

（1）UNMISSへの派遣の意義など
2011年7月、南スーダン独立に伴い、平和と安全の定

着や南スーダンの発展のための環境構築の支援などを目
的として、UNMISSが設立された。わが国は、国連から
のUNMISSに対する協力、特に陸自施設部隊の派遣要
請を受け、司令部要員、自衛隊の施設部隊などを派遣し
てきた。

南スーダンは6つの国と国境を接し、アフリカ大陸を
東西南北に結ぶ、極めて重要な位置にある。南スーダン
の平和と安定は、南スーダン一国のみならず、周辺諸国
の平和と安定、ひいてはアフリカ全体の平和と安定につ
ながるものであり、かつ国際社会で対応すべき重要な課
題である。防衛省・自衛隊は、これまでの国連PKOに
おいて実績を積み重ね、国連も高い期待を寄せているイ
ンフラ整備面での人的な協力を行うことで、同国の平和
と安定に貢献してきた。

Ⅰ部3章10節2項（アフリカ）

（2）司令部要員などの活動
現在、陸上自衛官4名（兵站幕僚、情報幕僚、施設幕

僚、航空運用幕僚）がUNMISS司令部において活動を実
施している。兵站幕僚はUNMISSの活動に必要な物資
の調達・輸送、情報幕僚は治安情勢にかかる情報の収
集・整理、施設幕僚はUNMISS全体の施設業務にかか
る企画・立案、航空運用幕僚はUNMISSが運航する航
空機の飛行計画の作成などといった業務を行っている。

さらに、司令部要員の活動を支援するため連絡調整要
員1名を在南スーダン連絡調整事務所に派遣している。
連絡調整要員は、わが国のUNMISSに対する協力を円
滑かつ効率的に行うことを目的として、南スーダン政府
などと南スーダン国際平和協力隊との間の連絡調整にあ
たっている。

このように、わが国は引き続き、UNMISSの活動に貢
献していくこととしている。

図表Ⅲ-3-3-4（UNMISSの組織）

2	 国連、国連PKOの要員派遣国及び技術や装備を有する第三国間の協力により、国連PKOの要員派遣国の要員の能力向上を支援するプログラム

3　国連事務局への防衛省職員の派遣
防衛省・自衛隊は、国連の国際平和に向けた努力に積

極的に寄与し、また、派遣された職員の経験をわが国の
PKO活動への取組に活用することを目的に、国連事務
局へ職員を派遣している。2023年3月現在、2名の自衛
官（室長級及び担当級）が国連平和活動局において国連
PKOの方針や計画の作成、各国派遣要員の能力評価な
どに関する業務を行っているほか、1名の自衛官及び1
名の事務官（ともに担当級）が国連活動支援局において
国連三角パートナーシップ・プログラム（U

United Nations Triangular Partnership Programme
NTPP）2に

関する業務を行っている。
資料59（国際機関への防衛省職員の派遣実績）

4　PKO訓練センターへの講師など
の派遣

防衛省・自衛隊は、アフリカ諸国などの平和維持活動
における自助努力を支援するため、PKO要員の教育訓
練を行うアフリカなどに所在するPKO訓練センターな
どに自衛官を講師などとして派遣しており、これら
PKO訓練センターの機能強化を通じ、アフリカなどの
平和と安定に寄与している。

資料59（国際機関への防衛省職員の派遣実績）

 参照

 参照

 参照

 参照

図表Ⅲ-3-3-4 UNMISSの組織

（注）二重線はわが国要員の配置部門

国連事務総長特別代表

事務総長

国連本部

日本の要員の配置状況

ミッション
支援部長

副特別代表
（国連常駐調整官

/人道調整官）

副特別代表
（政務）

軍事部門
司令官

軍事部門司令部
兵站課

（兵站幕僚1名）

統合ミッション
分析センター

（情報幕僚1名）

施設課
（施設幕僚1名）

航空課
（航空運用
幕僚1名）

官房長
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PKO訓練センターへの講師派遣

5　国連三角パートナーシップ・プログラム
（UN TPP United Nations Triangular 
Partnership Programme）への支援

わが国は、これまでPKOの円滑化に欠かせない施設
や輸送の分野で確かな信頼を得てきた。今後とも、PKO
の早期展開を支援し、質の高い活動を実現するため、
2014年9月のPKOサミットにおいて、わが国は積極的
な支援を表明し、本プログラムによって具体化された。

本プログラムは、わが国が拠出した資金を基に、国連
活動支援局が重機の調達や工兵要員への訓練を実施する
ものとして始動した。プログラムの開始から2023年3
月までに、延べ184名の陸上自衛官をアフリカに派遣
し、10回の訓練を、アフリカの8か国312名の要員に対
して実施してきている。

また、PKO要員の30％以上がアジアから派遣されて
いることを踏まえ、工兵要員に対する重機の操作訓練を
実施する本プログラムを初めてアジア及び同周辺地域で
行うこととした。2022年8月からは、陸上自衛官26名
をインドネシア平和安全保障センターに派遣し、インド
ネシア軍工兵要員を対象としてPKOにおけるインフラ
整備、宿営地の造成などに必要な知識及び技能の修得に
寄与した。プログラムの開始から2023年3月までに、延
べ92名の陸上自衛官を派遣し、アジア及び同周辺地域の
9か国76名の要員に対して、計4回の訓練を実施した。

また、国連PKOにおいて、派遣要員の安全確保のた
めの衛生能力強化が課題となっていることを踏まえ、国

連が本プログラムにおける支援の枠組みを衛生分野にも
拡大することとなった。これを受けて、PKOの活動地域
で衛生科隊員又は医療従事者が専門的な治療を行う前
に、応急処置を実施できる要員の育成を目的とした国連
野外衛生救護補助員コース（U

UN Field Medical Assistant Course
NFMAC）が設置された。

2022年6月には、2回目となる同コースがウガンダにあ
る国連エンテベ地域支援センターにおいて実施され、教
官要員として陸上自衛官1名を派遣し、要員21名に対
して教育を実施した。

さらに、UNTPPの一環として、工兵要員を対象とし
た作業工程管理課程をオンラインで開催している。本課
程は、国連PKOミッションにおける工事管理、問題発
生時の対処法などを教育するものであり、2022年9月、
陸上自衛官4名の教官が、カンボジア、タイ、モンゴル
の工兵要員20名を対象に教育を実施した。

6　ウクライナ被災民に対する救援活
動への協力

国連難民高等弁務官事務所（UNHCR）から、ドバイ
（アラブ首長国連邦）にあるUNHCRの倉庫に備蓄され
た人道救援物資をウクライナ周辺国（ポーランド共和国
及びルーマニア）に輸送してほしいとの要請があった。
これに応じ、2022年4月28日、閣議において、「ウクラ
イナ被災民救援国際平和協力業務実施計画」が決定され、
岸防衛大臣（当時）から「ウクライナ被災民救援国際平
和協力業務の実施に関する自衛隊行動命令」を発出した。
これを受け、5月から6月までの間、自衛隊機により、ド
バイからポーランド及びルーマニアへ人道救援物資を輸
送した。今般の活動においては、C-2輸送機により延べ
6便、KC-767空中給油・輸送機により延べ2便の計8
便を運航し、人道救援物資（毛布、ビニールシート、ソー
ラーランプ及びキッチンセット）合計約103トンを輸送
した。なお、今般の協力について、UNHCRから謝意を
表明されたほか、ウクライナ政府関係者からも感謝と高
い評価が得られた。

	 33	 国際緊急援助活動への取組
近年、軍の果たす役割が多様化し、人道支援・災害救

援などに軍の有する能力が活用される機会が増えている。
自衛隊も、人道的な貢献やグローバルな安全保障環境の
改善の観点から、国際協力の推進に寄与することを目的
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として国際緊急援助活動に積極的に取り組んでいる。
このため、平素から、自衛隊は事前に作成した計画に

基づき任務に対応できる態勢を維持している。派遣に際
しては、被災国政府などからの要請内容、被災地の状況
などを踏まえつつ、外務大臣との協議に基づき、自衛隊
の機能・能力を活かした国際緊急援助活動を積極的に
行っている。

Ⅱ部6章5項（国際社会の平和と安定への貢献に関
する枠組み）、資料61（自衛隊が行った国際平和協力
活動など）、資料15（自衛隊の主な行動の要件（国会
承認含む）と武器使用権限等について）

1　国際緊急援助隊法の概要など
わが国は、1987年に国際緊急援助隊の派遣に関する

法律（国際緊急援助隊法）を施行し、被災国政府又は国
際機関の要請に応じて国際緊急援助活動を行ってきた。
1992年、国際緊急援助隊法が一部改正され、自衛隊が
国際緊急援助活動や、そのための人員や機材などの輸送
を行うことが可能となった。

資料15（自衛隊の主な行動の要件（国会承認含む）
と武器使用権限等について）

2　自衛隊が行う国際緊急援助活動と
自衛隊の態勢

自衛隊は、国際緊急援助活動として災害の規模や要請
内容などに応じて、①応急治療、防

ぼう
疫
えき

活動などの医療活
動、②ヘリコプターなどによる物資、患者、要員などの
輸送活動、③浄水装置を活用した給水活動などの協力に
加え、自衛隊の輸送機・輸送艦などを活用した人員や機
材の被災地までの輸送や海自固定翼哨戒機による捜索活
動などを行うことができる。

陸自は、国際緊急援助活動を自己完結的に行えるよ
う、陸上総隊や方面隊などが任務に対応できる態勢を常
時維持している。また、海自は自衛艦隊が、空自は航空
支援集団が、国際緊急援助活動を行う部隊や部隊への補

給品などの輸送ができる態勢を常時維持している。

3　トルコ共和国における地震災害に
対する国際緊急援助活動等

2023年2月6日、トルコ南東部を震源とする地震に
より、トルコにおいては、死者が5万人を超えるなど、
大きな被害が発生した。

トルコ政府の要請を受け、わが国として、JICAを中心
とする国際緊急援助隊・救助チーム、医療チームなどを
派遣した。防衛省としては、まず、2月13日～17日の間、
B-777特別輸送機1機により、本邦からトルコまで、現
地で活動する国際緊急援助隊・医療チームに必要な機材
などを約15.4トン輸送した。

さらに、トルコ政府及びNATOからの協力要請を踏
まえ、KC-767空中給油・輸送機1機によりパキスタン
にある緊急援助物資をトルコに輸送した。具体的には、
KC-767空中給油・輸送機1機が、3月14日に本邦を出
発し、同月17日、19日、21日、23日の計4回、テント
及びテント用断熱用具を計約89.5トン輸送した。

同年3月24日、防衛大臣による終結命令が発令され、
人員延べ約60名による国際緊急援助活動などを終了し
た。自衛隊がNATOと連携して実施する国際緊急援助
活動は今回が初めてである。今回の活動に対してはトル
コ政府及びNATOから高い評価と謝意が示されており、
トルコとの関係のみならず、日NATOのパートナー
シップを一層深化させるものとなった。

インジルリク空軍基地（トルコ）で物資を下すB-777特別輸送機

 参照

 参照

407 令和5年版	防衛白書

第3節 国際平和協力活動への取組

第
3
章

同
志
国
な
ど
と
の
連
携

第
Ⅲ
部

防衛2023_3-3-03.indd   407防衛2023_3-3-03.indd   407 2023/06/23   9:58:542023/06/23   9:58:54



	第4節	 軍備管理・軍縮及び不拡散への取組
大量破壊兵器及びその運搬手段となり得るミサイルな

どの拡散や武器及び軍事転用可能な貨物・機微技術の拡
散については、国際社会の平和と安定に対する差し迫っ
た課題である。また、特定の通常兵器の規制についても、
人道上の観点と防衛上の必要性とのバランスを考慮しつ
つ、各国が取り組んでいる。

これらの課題に対しては軍備管理・軍縮・不拡散にか
かわる国際的な体制が整備されており、わが国も積極的

な役割を果たしている。
安保戦略は、自由で開かれた国際秩序を強化するため

の取組のうち、重要な方策の一つとして、大量破壊兵器
などの軍備管理・軍縮及び不拡散について述べている。
また、防衛戦略では、国際機関や国際輸出管理レジーム
の実効性の向上に協力していくこととしている。

図表Ⅲ-3-4（通常兵器、大量破壊兵器、ミサイル及び
関連物資などの軍備管理・軍縮・不拡散体制）

	 11	 軍備管理・軍縮・不拡散関連条約などへの取組
わが国は、核兵器、化学兵器及び生物兵器といった大

量破壊兵器や、その運搬手段となり得るミサイル、関連
技術・物資などに関する軍備管理・軍縮・不拡散のため
の国際的な取組に積極的に参画している。

化学兵器禁止条約
（C

Chemical Weapons Convention
WC）については、

条約交渉の段階から化
学防護の知見を提供
し、条約成立後も検証
措置などを行うために
設立された化学兵器禁
止 機 関（O
Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons

PCW）に
化学防護の専門家であ
る陸上自衛官を派遣す
る な ど、人 的 貢 献 を
行ってきた。2022年
9月に延べ8人目とな

る陸上自衛官を新たに派遣した。また、陸自化学学校（さ
いたま市）で条約の規制対象である化学物質を防護研究
のために少量合成していることから、条約の規定に従
い、年次報告を提出するとともに、OPCW設立当初か
ら計12回の査察を受け入れており、問題ないことが確
認されている。

資料59（国際機関への防衛省職員の派遣実績）

さらに、CWCに従い、中国において遺棄化学兵器を
廃棄処理する事業にも政府全体として取り組んでいる。
防衛省・自衛隊としては、同事業を担当する内閣府に陸
上自衛官を含む職員を出向させており、2000年以降、
計19回の発掘・回収事業に、化学・弾薬を専門とする
陸上自衛官を派遣している。

そのほか、国際輸出管理レジームであるワッセナー・
アレンジメントやオーストラリア・グループ（A

Australia Group
G）、ミ

サイル技術管理レジーム（M
Missile Technology Control Regime

TCR）などの主要な会合に
防衛省職員を派遣し、安全保障上の観点から、重要な技

 参照

 参照

OPCWに派遣された隊員（査察時）

図表Ⅲ-3-4 通常兵器、大量破壊兵器、ミサイル及び関連物資などの軍備管理・軍縮・不拡散体制

区　分 大量破壊兵器など 通常兵器核兵器 化学兵器 生物兵器 運搬手段（ミサイル）

軍備管理・軍縮・
不拡散関連条約

など

核兵器不拡散条約
（NPT）

包括的核実験禁止条
約（CTBT）

化学兵器禁止条約
（CWC）

生物兵器禁止条約
（BWC）

弾道ミサイルの拡散に
立ち向かうためのハー
グ行動規範（HCOC）

特定通常兵器使用禁止・
制限条約（CCW）
クラスター弾に関する条約
対人地雷禁止条約（オタワ条約）
国連軍備登録制度
国連軍事支出報告制度
武器貿易条約（ATT）

不拡散のための
輸出管理体制

原子力供給国
グループ（NSG） オーストラリア・グループ（AG） ミサイル技術管理

レジーム（MTCR） ワッセナー・アレンジメント（WA）

大量破壊兵器の
不拡散のための

国際的な新たな取組
拡散に対する安全保障構想（PSI）
国連安保理決議第1540号
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術の不拡散に資するための提案などを行っている。また、
包括的核実験禁止条約機関（C

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization
TBTO）準備委員会が実

施する訓練に自衛官を派遣するなど、規制や取決めの実
効性を高めるため協力している。

通常兵器の規制について、わが国は、人道上の観点と
安全保障上の必要性を踏まえつつ、特定通常兵器使用禁
止・制限条約（C

Convention on Certain Conventional Weapons
CW）などの各種条約に加え、CCWの

枠組み外で採択されたクラスター弾に関する条約（オス
ロ条約1）も締結している。わが国は、同条約の発効を受
け、2015年2月に自衛隊が保有する全てのクラスター
弾の廃棄を完了した。

なお、CCWの枠組みにおいては、自律型致死兵器シ
ステム（L
Lethal Autonomous Weapons Systems

AWS）に関する政府専門家会合などに随時職
員を派遣している。LAWSにかかる議論については、そ
の特徴、人間の関与のあり方、国際法の観点などから議

1	 米国、中国、ロシアなどは未締結
2	 米国、中国、ロシア、韓国、インドなどは未締結
3	 米国やロシアなどは未締結
4	 大量破壊兵器及びその関連物資などの拡散を防止するため、既存の国際法、国内法に従いつつ、参加国が共同して取り得る措置を検討し、また、同時に各

国が可能な範囲で関連する国内法の強化にも努めようとする構想

論されており、わが国としては引き続き、安全保障上の
観点も考慮しつつ、積極的に議論に関与していくことと
している。

さらに、対人地雷の禁止に関連し、例外保有などに関
する年次報告を対人地雷禁止条約（オタワ条約2）事務局
に対して行うなど、国際社会の対人地雷問題への取組に
積極的に協力してきた。

また、生物兵器禁止条約（B
Biological Weapons Convention

WC）に関連し、毎年、信
頼醸成措置報告書を提出している。

このほか、軍備や軍事支出の透明性の向上などを目的
とした国連軍備登録制度や国連軍事支出報告制度、武器
貿易条約（A

Arms Trade Treaty
TT）3に基づく年次報告を行うとともに、制

度の見直し・改善のための政府専門家会合などに随時職
員を派遣している。

	 22	 大量破壊兵器の不拡散などのための国際的な取組
北朝鮮やイランなどが大量破壊兵器・ミサイル開発を

行っているとして強く懸念した米国は、2003年5月、
「拡散に対する安全保障構想（P

Proliferation Security Initiative
SI）4」を発表し、各国にこ

の構想への参加を求めた。これに基づき、大量破壊兵器
などの拡散阻止能力の向上のためのPSI訓練などをはじ
め、政策上、法制上の課題の検討のための会合を開催す
るなどの取組が行われている。

防衛省・自衛隊は、関係機関・関係国と連携し、各種
会合に自衛官を含む防衛省職員を派遣するとともに、継
続的に訓練に参加している。

2022年8月、米国で実施された「拡散に対する安全保
障構想（PSI）」訓練「Fortune Guard 22」に陸自化学学
校の隊員などが関係機関の職員とともに参加した。参加
者は、机上訓練及び港湾訓練においてPSI活動に関する
取組の共有や国際的な連携などに関する討論などを行っ
た。

防衛省・自衛隊としては、わが国周辺における拡散事
例などを踏まえ、大量破壊兵器などの拡散防止や、自衛
隊の対処能力の向上などの観点から、各種訓練や会合の
主催、他国の実施する同種活動への参加など、PSIを含
む不拡散体制の強化に向けて取り組んでいる。

資料62（PSI訓練への防衛省・自衛隊の参加実績
（2012年度以降））

 参照

PSI訓練において各国、関係機関代表者とのディスカッション	
（2022年8月）

資料：軍備管理・軍縮及び不拡散への取組
URL：https://www.mod.go.jp/j/approach/exchange/dialogue/fukakusan/index.html
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防衛生産・技術基盤の強化など

防衛力の中核である自衛隊員の能力
を発揮するための基盤の強化など

訓練・演習に関する諸施策

地域社会や環境との共生に関する 
取組

第1章

第2章

第3章
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科学技術が急速に進展し、安全保障のあり方を根本的
に変化させており、各国は将来の戦闘様相を一変させ
る、いわゆるゲーム・チェンジャーとなり得る先端技術
の開発を行っている。

また、人工知能（A
Artificial Intelligence

I）をはじめとする新たな技術の進
展により、戦闘様相が陸・海・空領域のみならず、宇
宙・サイバー・電磁波領域や人の認知領域にまで広がっ
ている。こうした変化を捉え、各国は技術的優越を確保
するため研究開発にも積極的に取り組んでいる。

1	 例えば、戦闘機関連企業は約1,100社、戦車関連企業は約1,300社、護衛艦関連企業は約8,300社ともいわれている。

一方、わが国の防衛生産・技術基盤は、サプライチェー
ン・リスクや相次ぐ撤退など課題が山積みであり、厳し
い状況に晒

さら
されている。

こうした状況を踏まえ、防衛戦略において、防衛生
産・技術基盤は、自国での装備品の研究開発・生産・調
達を安定的に確保し、新しい戦い方に必要な先端技術を
防衛装備品に取り込むために不可欠な基盤であることか
ら、いわば防衛力そのものと位置づけられるものとの認
識のもと、その強化に取り組んでいくこととしている。

	第1節	 防衛生産基盤の強化
防衛省としては、装備品と防衛産業は一体不可分であ

り、防衛生産・技術基盤はいわば防衛力そのものである
と位置づけた防衛戦略などを踏まえ、防衛産業の適正な
利益の確保のための新たな利益率の算定方法の導入、サ
イバーセキュリティを含む産業保全の強化、防衛装備移

転三原則の見直しも含めた防衛装備移転の推進などに取
り組んでいくこととしている。また、基盤の強化に必要
な法整備として、令和5年通常国会に「防衛省が調達す
る装備品等の開発及び生産のための基盤の強化に関する
法律案」を提出した。

	 11	 わが国の防衛産業の現状
防衛産業は、防衛省・自衛隊の活動に必要な装備品の

生産・維持整備に必要不可欠な人的、物的、技術的基盤
である。わが国においては、その多くの部分を、装備品
などを生産・修理する企業（防衛産業）が担っており、
特殊かつ高度な技能、技術や設備を有する広範な企業1

が関与している。
一方、多くの企業で防衛事業が主要な事業とはなって

いない。また、少量多種生産や装備品の高度化・複雑化
により調達単価及び維持・整備経費が増加傾向にあるこ
とから、調達数量の減少に伴う作業量の減少により、技
能の維持・伝承が困難になるという問題や、一部企業が
防衛事業から撤退するなどの問題も生じている。

また、他国による輸出規制により原材料などの供給が
途絶えるリスク、懸念のある部品により情報が窃取され
るリスクなどのサプライチェーン上のリスクに加え、防
衛関連企業に対するサイバー攻撃など、様々なリスクが
顕在化している。

これらに加え、欧米企業の再編と国際共同開発が進展
するなか、2014年4月に防衛装備移転三原則が策定され
たものの、これまで、わが国の防衛産業は、専ら自衛隊向
けに装備品の生産などを行うことを前提として構築され
てきたために、国際競争力の向上が課題となっている。

図表Ⅳ-1-1-1（主要装備品などの維持整備経費の推
移）、3節1項（防衛装備移転三原則）

 参照
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	 22	 防衛生産・技術基盤の維持・強化に向けた取組

2	 2022年度末までに主要装備品69品目についてのサプライチェーン調査を実施した。

1　これまでの取組
2014年6月に策定した「防衛生産・技術基盤戦略」を

踏まえ、防衛省においては、長期契約法の策定など契約
制度の改善、装備品の取得に関する組織を統合した防衛
装備庁の新設など、防衛生産・技術基盤の維持・強化に
資する各種施策を実施してきた。

また、防衛装備庁においては、①将来にわたって技術
的優越を確保し、他国に先駆け先進的な能力の実現のた
めの防衛技術基盤の強化の方向性（2節参照）、②プロ
ジェクト管理を推進するための取得戦略計画の策定や契
約制度の改善（4節参照）、③防衛戦略などを踏まえた防
衛生産・技術基盤の抜本的強化のための取組（本項2参
照）、④国際的なF-35戦闘機プログラムへの国内企業参
画や、各国との共同研究・開発といった防衛装備・技術
協力（3節参照）にも取り組んでいる。

2　防衛戦略などを踏まえた防衛生
産・技術基盤の抜本的強化のため
の取組

わが国の防衛産業が、高度な装備品を生産し、高い可
動率を確保できる能力を維持・強化していくために、防
衛戦略などに基づき、次のとおり取り組むこととしてい
る。

（1）「防衛省が調達する装備品等の開発及び生産
のための基盤の強化に関する法律案」

わが国の防衛産業の現状（本節1項参照）を踏まえ、
防衛生産・技術基盤を抜本的に強化するために、第211
回国会に「防衛省が調達する装備品等の開発及び生産の
ための基盤の強化に関する法律案」を提出した。本法案
では、①サプライチェーン調査2への回答の努力義務化
によるリスクの実効的な把握、②サプライチェーン強靱
化、製造工程効率化、サイバーセキュリティ強化、事業
承継などといった企業の取組に対する財政上の措置及び
金融支援、③装備移転を円滑に実施するための基金造成
と助成金の交付、④②、③の措置を講じてもなお他に手

図表Ⅳ-1-1-1 主要装備品などの維持整備経費の推移

H1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 2 3 4 5

（億円）

0

5,000

10,000

20,000

25,000

15,000

（注）1　「装備品などの維持整備費」とは、陸海空各自衛隊の装備品等の修理や消耗品の代価及び役務費などにかかる予算額（各自衛隊の修理費から、艦
船の艦齢延伸及び航空機の近代化改修等のための修理費を除いたもの）を示す。

2　令和元年度以降については、防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策にかかる経費を含む。
3　金額は契約ベースの数値である。
4　令和4年度の金額は、令和3年度補正予算込みの金額。

4,393 4,763 4,902 5,333 5,730 6,177 6,365 6,636 6,757 6,422 6,554 6,508 6,662 6,686 6,680 6,795 6,993 7,387 7,352 7,199 7,459 7,431 7,527 7,502 7,862 7,794 7,612 8,141 8,750 8,553 8,953 9,656
11,282 11,424

20,355
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段がない場合に国が取得した製造施設等の装備品製造等
事業者への管理の委託、⑤装備品等の契約における秘密
の保全措置などを規定している。

（2）本法案以外の取組
防衛生産基盤を抜本的に強化するためには、前述の法

律案だけではなく、次のとおり幅広い取組を行うことと
している。
ア　力強く持続可能な防衛産業の構築

防衛事業の魅力化を図る観点から、企業の利益を圧迫
する要因を排除する措置を実施するための方針を徹底す
ることとし、予算額や事業内容に応じた適切な経費率を
適用するための仕組みなどを構築するとともに、防衛産
業のコスト管理や品質管理に関する取組を適正に評価す
る新たな利益率の算定方式を導入した。

また、装備品の取得に際しては、企業の予見可能性に
も配慮しつつ、国内基盤を維持・強化する観点を一層重
視し、技術的、質的、時間的な向上を図ることが重要で
あることから、企画競争の積極的な採用や複数年にわた
り一者応札の続く一般競争入札の見直し等の契約方式の
改善に引き続き取り組んでいくこととしている。

さらに、新規参入促進などによる防衛産業の活性化を
図るために、防衛産業向けマッチングイベントの開催の
取組を通じて、スタートアップ企業を含む中小企業など
の新規参入を促進している。
イ　様々なリスクへの対処
（ア）強靱なサプライチェーンの構築

法案に基づくサプライチェーン調査や把握したリスク
を低減するための財政措置及び金融支援に加えて、諸外
国との連携を推進し、サプライチェーンを相互補完する
ことを目指している。

2023年1月、日米防衛相会談にて、「防衛装備品等の
供給の安定化に係る取決め」の署名がなされた。本取決
めは、産業資源（軍事物資や役務など）を締結国間で安
定的に相互に供給し合うことを目的とした枠組みであ

3	 防衛省において「注意」並びに「部内限り」に該当する情報及びこの情報を利用して作成される情報又はそれらを類推させる情報であって企業に保護を求
める情報として防衛省が指定したもの。

4	 他者の装備品などを分解し構造や技術を分析することで有用な技術情報を取得する手法

り、防衛装備品の強靱で多様化されたサプライチェーン
構築に寄与するものである。
（イ）産業保全の強化

わが国の防衛産業が国際的な取引を行うためには、サ
イバー攻撃の脅威増大に対応することが必要である。情
報セキュリティにかかる措置の強化を目的として、防衛
省の「保護すべき情報」3を取り扱う契約企業に対して適
用される情報セキュリティ基準について、米国国防省が
契約企業に義務付けている基準と同水準の管理策を盛り
込んだ、新たな情報セキュリティ基準である「防衛産業
サイバーセキュリティ基準」を整備し、2023年4月から
適用を開始した。この基準の防衛産業における着実な実
施にあたっては、防衛産業が講じるサイバーセキュリ
ティ対策にかかる経費への措置や防衛セキュリティゲー
トウェイ（クラウド）の整備等の施策に取り組んでいく
こととしている。

また、防衛調達への参入検討をさらに促進するととも
に、わが国の情報保全にかかる信頼性を高め国際取引を
行いやすくすることを目的として、防衛産業保全に関す
る規則などを一元的にまとめた「防衛産業保全マニュア
ル」を策定することとしている。
（ウ）機微技術・知的財産管理の強化

防衛省が担当している技術の重要度や優位性などを踏
まえた技術的機微性評価を適正かつ迅速に実施するな
ど、技術流出防止に取り組んでいる。機微性が高い技術
については、技術の流出を防ぐため、関係省庁とも連携
のうえ、技術のブラックボックス化などのリバースエン
ジニアリング4対策の検討を推進することとしている。

知的財産にかかるより適切な契約条項などを適用する
ことにより、研究開発などで生じた知的財産を適切に把
握し、官民間の帰属の明確化や海外への重要技術の流出
防止を推進することとしている。また、技術の特性など
を踏まえた知的財産のオープン化、クローズ化にかかる
選択肢及び判断材料を提示し、それぞれの選択肢に応じ
た適切な管理を推進することとしている。

資料：防衛産業サイバーセキュリティ基準の整備について
URL：https://www.mod.go.jp/atla/cybersecurity.html
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このほか、政府一体で取り組んでいる経済安全保障施
策の一つである特許出願の非公開制度では、技術流出防
止の観点から内閣官房、内閣府その他の関係省庁と連携
していくこととしている。
ウ　防衛産業の販路拡大など
（ア）防衛装備移転の推進

防衛装備移転を外交・防衛政策の戦略的な手段として
活用することは、防衛産業の強靱化にも資する。

こうした観点から、安全保障上意義が大きい防衛装備
移転や国際共同開発を幅広い分野で円滑に行うために防
衛装備移転三原則や運用指針などの制度の見直しについ
て検討する。また、基金を創設し、安全保障上の観点か
ら適切なものとするために、装備移転にかかる仕様及び
性能の調整を行うために必要な資金の交付を行うことな
どにより、政府が主導し、官民の一層の連携のもとに装
備品の適切な海外移転を推進することとしている。
（イ）輸入装備品の維持整備などへのわが国防衛
産業のさらなる参画
F
Foreign Military Sales
MS（有償援助）で調達する装備品を含む輸入調達品

については、国内企業による維持整備の追求や、能力の
高い装備品について、米国などとの国際共同研究・開発
をより一層推進していくこととしている。その一環とし
て、2022年10月、国内企業の日米共通装備品のサプラ
イチェーン及びアジア太平洋地域における米軍の維持整
備事業への参画を図るため、在日米軍及び米国防衛産業
とのマッチングの機会となる展示会（インダストリー
デー）を開催した。

4節6項（FMS調達の合理化に向けた取組の推進）

3　産業界との協力・連携
装備品の生産・運用・維持整備に必要不可欠の基盤で

あるわが国の技術基盤・産業基盤の維持・強化のため、
防衛省と産業界の連携は不可欠である。

こうした観点から、2019年10月から、河野防衛大臣
（当時）や防衛装備庁長官と日本経済団体連合会（経団
連）幹部との間で意見交換を開始し、実務者レベルで防
衛産業や防衛装備政策の課題や改善策などについて議論
を行っている。また、防衛生産・技術基盤の強化を図る
ため、2022年2月から防衛産業（主要プライム企業）と
の意見交換を行い、同年4月以降、計2回、防衛大臣と主
要プライム企業の社長などが一堂に会した。加えて、防
衛装備庁長官と各企業防衛部門の長との間での意見交換
を計4回、官民実務者レベルでの意見交換会を計5回実
施し、双方が認識している問題や課題を共有するなど、
官民の協力・連携の強化を進めていくこととしている。

 参照

インダストリーデーの様子
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防衛生産・技術基盤は、自国での防衛装備品の研究
開発・生産・調達を安定的に確保し、新しい戦い方に
必要な先端技術を防衛装備品に取り込むために不可欠
な基盤であることから、いわば防衛力そのものと位置
づけられるものです。
しかし近年、防衛産業から撤退する事業者が相次

ぎ、国内の製造体制が弱体化するとともに、製造設備
の老朽化、サプライチェーン上のリスクやサイバー攻
撃の脅威といった課題が顕在化しており、防衛生産・
技術基盤を取り巻く環境はより一層厳しさを増してい
ます。
昨年12月に閣議決定された国家防衛戦略では、基

盤の強化のため、防衛産業の適正な利益の確保のため
の新たな利益率の算定方法の導入、早期の防衛力抜本
的強化につながる研究開発や民生の先端技術の積極的

な活用、防衛装備移転三原則や運用指針をはじめとす
る制度の見直しの検討も含めた防衛装備移転の推進な
ど、様々な取組を進めることとされています。
また、防衛省は、基盤の強化に必要な法整備とし

て、令和5年通常国会に「防衛省が調達する装備品等
の開発及び生産のための基盤の強化に関する法律案」
（以降、本法律案）を提出しました。
本法律案では、防衛産業の位置づけを明確化すると

ともに、防衛装備品のサプライチェーン調査、基盤強
化のための財政上の措置、装備移転の円滑化のための
措置、防衛装備品の機微情報の保全強化に関する措置
や製造施設等の国による取得・管理委託に関する措置
などを規定しています。
防衛省では、これらの取組を通じて、防衛生産・技

術基盤の一層の強化を図ってまいります。

国内の防衛産業に支えられて製造されている「10式戦車」 国内の防衛産業を支える企業等の社長と防衛大臣が
意見交換を行ったプライム15の様子

防衛生産・技術基盤の抜本的強化に向けた取組解 説解 説
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	第2節	 防衛技術基盤の強化
	 11	 防衛技術基盤の強化の必要性

新しい戦い方に必要な装備品を取得するためには、わ
が国が有する技術をいかに活用していくかが極めて重要
である。わが国の高い技術力を基盤とした、科学技術と
イノベーションの創出は、わが国の経済的・社会的発展
をもたらす源泉であり、わが国の安全保障にかかわる総
合的な国力の主要な要素である。また、わが国が長年に
わたり培ってきた官民の高い技術力を、従来の考え方に
とらわれず、安全保障分野に積極的に活用していくこと
は、わが国の防衛体制の強化に不可欠な活動である。

先端技術研究とその成果の安全保障目的の活用などに
ついて、主要国が競争を激化させる中で、各国において
将来の戦闘様相を一変させる、いわゆるゲーム・チェン
ジャーとなり得る技術の早期実用化に向けて多額の研究
開発費を投じるなど、安全保障目的での技術基盤の強化
に注力している。

Ⅰ部4章1節（情報戦などにも広がりをみせる科学
技術をめぐる動向）

わが国における防衛省の研究開発費は、米国などと比

べれば低いものの英国とは同水準を保っており、近年そ
の重要性から大幅に伸ばしているところである。一方、
民生用の技術と安全保障用の技術の区別は、実際には極
めて困難となっている中、わが国の官民における科学技
術の研究開発の成果を、防衛装備品の研究開発などに積
極的に活用していくことで、国家としての技術的優越の
確保に戦略的に取り組んでいくことが重要である。その
ため、わが国として重視すべき技術分野について国内に
おける研究開発をさらに推進し、技術基盤を育成・強化
する必要がある。

また、装備品調達や国際共同開発などの防衛装備・技
術協力を行うにあたっては、重要な最先端技術などの重
要技術をわが国が保有することにより、主導的な立場を
確保することが重要である。このため、防衛省における
研究開発のみならず、官民一体となって研究開発を推進
する必要がある。

図表Ⅳ-1-2-1（研究開発費の現状）
 参照

 参照

図表Ⅳ-1-2-1 研究開発費の現状

出典：「OECD：Main Science and Technology Indicators」

主要国の国防研究開発費の推移 主要国の国防費に対する研究開発費比率の推移

出典：「OECD：Main Science and Technology Indicators」
「SIPRI Military Expenditure Database ©SIPRI 2023」
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（注1）：各国の国防研究開発費は「OECD：Main Science and Technology Indicators」に掲載された各国の研究開発費及び国防関係予算比率から算出。
ただし中国については記載されていない。

（注2）：数値はOECDの統計によるもので、国により定義が異なる場合があり、このデータのみを持って各国比較する場合には留意が必要。
（注3）：2023年5月31日時点で2022年のデータが確認できた日本、アメリカ、ドイツについては、2022年まで記載。
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	 22	 防衛技術基盤の強化の方向性

1	 民生用にも防衛用にもどちらにも使うことができる技術

従来、防衛省自らが行う研究開発事業で装備品などを
創製することが一般的であったが、最先端の科学技術が
加速度的に進展することに伴って、防衛技術と民生技術
の区別が困難になってきている。このような科学技術の
急速な進展が安全保障のあり方を根本的に変化させる
中、わが国の官民の高い技術力を結集し、従来の考え方
にとらわれず、安全保障分野に幅広くかつ積極的に活用
することが重要である。そのため、防衛省の外部で行わ
れている研究開発にも目を向け、有望な先端技術を見出
し、育成し、活用して早期に装備品などの創製につなげ
るための取組を行い、防衛技術基盤の強化を推進する。
・・　有望な技術の発掘

先端技術を発掘するため、平素からの技術に関する情
報収集・分析を行うと共に、「安全保障技術研究推進制
度」（4項2参照）により、将来の防衛用途につながるこ
とを期待し、大学や研究機関及びスタートアップ企業な

どから広く研究課題を公募して、革新的・萌芽的な技術
を発掘する取組を推進している。また、民生における先
端技術を発掘して、その成果を安全保障分野において積
極的に活用するためには、スタートアップ企業や国内の
研究機関などとの連携が必要不可欠であることから、関
係者の理解と協力を得つつ、広くアカデミアを含む最先
端の研究者の参画促進などに取り組む。
「先進技術の橋渡し研究」（4項2参照）により、有望な

先進技術を早期に発掘、育成して、技術成熟度を引き上
げることで装備品などの研究開発に適用する取組を推進
している。
・・　早期装備化に向けた取組

装備品の研究開発を加速して早期装備化を図るため、
先進的な技術を装備品の研究開発に使用可能なレベルま
で向上させる取組として、「ゲーム・チェンジャーの早
期実用化に資する取組」（4項2参照）を推進している。

	 33	 研究開発に関する取組

1　研究開発体制の強化
近年、民生技術の進展が著しく、それらの先端技術が

将来の戦闘様相を一変させ得ると考えられている。米国
や中国をはじめとする各国が競って様々な民生技術の育
成に多額の投資を行っていることは、経済的競争力のみ
ならず、安全保障上の優位性をもたらすものと考えられ
る。また、技術、特に先端技術は、様々な分野に活用され
ることがあり得る。こうしたことからも、従来考えられ
ていたような、防衛用途と民生用途を区分けし、防衛用
途に使い得る民生技術という意味での「デュアル・ユー
ス」1という概念により技術を区分することは、徐々に難
しくなってきているといってよい。すべての民生の先端
技術が防衛を含む安全保障に用いられ得る時代へと変化
していると考えるべきである。わが国が保有する幅広い
分野の技術にも目を向け、これらを進展させ、活用する
ことにより、優れた防衛装備品の創製が可能となる。

民生の先端技術を取り込み、将来の戦い方を変革する
革新的な装備品などを生み出す機能を抜本的に強化する
ため、2024年度以降に、新たな研究機関を防衛装備庁
に創設することとしており、政策・運用・技術の面から
統合的に先進技術の活用を検討・推進する体制を拡充す
る。

2021年4月に、防衛装備庁に技術シンクタンク機能
を実現するため、同庁の研究者（研究職技官）と、最先端
技術に知見を有する民間の第一線の研究者（特別研究官）
で構成する活動体を創設した。本機能は、将来のわが国
の防衛にとって重要となる技術の調査・分析を行い、新
たな戦い方やゲーム・チェンジャーを発案することを主
な任務としており、研究職技官が、将来の戦い方とそれ
を実現するための技術をマッチングし、特別研究官がこ
の技術の調査や助言を行うという、官民コラボレーショ
ンによる新たな取組を推進している。
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2　研究開発の短縮化
テクノロジーの進化が安全保障のあり方を根本から変

えようとしていることから、諸外国は先端技術を活用し
た兵器の開発に注力している。防衛省においても、新た
な領域に関する技術や、AIなどのゲーム・チェンジャー
となり得る最先端技術など、戦略的に重要な装備・技術
分野において技術的優越を確保できるよう、将来的に有
望な技術分野への重点化及び研究開発プロセスの合理化
などにより、研究開発期間の大幅な短縮を図ることとし
ている。

具体的には、島嶼防衛用高速滑空弾、モジュール化
U
Unmanned Underwater Vehicle

UV、スタンド・オフ電子戦機などについては、研究
開発期間を大幅に短縮させるため、装備品の研究開発を
段階的に進めるブロック化、モジュール化などの取組を
活用することとしている。また、将来潜水艦にかかる研
究開発について、既存の潜水艦を種別変更した試験潜水
艦を活用し、試験評価の効率化を図ることとしている。
さらに、AIやレーザーなどの新しい技術については、運
用者が使用方法をイメージできるように防衛装備庁で実
証を行うとともに、企業などから技術的実現可能性に関
する情報を早期に収集し、十分な分析を行うことで、将
来の装備品の能力を具体化することとしている。

また、新たな手法として、試作品を速やかに部隊に配
備し、運用のフィードバックを得つつ装備品としての完
成度を高めていく手法、いわゆるアジャイル型の研究開
発手法を導入することで、研究開発期間の飛躍的な短縮
化を図ることとしている。

3　次期戦闘機の開発
わが国の防衛にとって、航空優勢を将来にわたって確

保するためには、最新鋭の優れた戦闘機を保持し続ける
ことが不可欠である。このため、2035年頃から退役が
始まる予定のF-2戦闘機の後継機である次期戦闘機につ
いては、わが国主導を実現すべく、数に勝る敵に有効に
対処できる能力を前提に、将来にわたって適時適切な能
力向上が可能となる改修の自由や高い即応性などを実現
する国内生産・技術基盤を確保するよう開発していくこ

2	 グローバル戦闘航空プログラムに関する共同声明（2022年12月9日）

とが必要である。次期戦闘機の開発については、この実
現のため、2020年10月、戦闘機全体のインテグレー
ションを担当する機体担当企業として、2020年度事業
に関し三菱重工業株式会社と契約を締結し、開発に着手
した。

その上で、日英伊3か国で機体の共通化の程度にかか
る共同分析を行い、その結果を踏まえ、3か国は共通の
機体を開発することに合意し、2022年12月、3か国首
脳は「グローバル戦闘航空プログラム（G

Global Combat Air Programme
CAP）」を発表

した2。これは、3か国の技術を結集し、開発コストやリ
スクを分担しつつ、将来の航空優勢を担保する優れた戦
闘機を共同開発するものである。この協力は、各国の産
業界の協力を促すとともに、次期戦闘機の量産機数の増
加、国際的に活躍する次世代エンジニアの育成、デジタ
ル設計などの先進的な開発・製造手法の導入などわが国
の防衛産業・技術基盤を維持強化する。

また、基本的価値を共有し、ともに米国の同盟国であ
る日英伊3か国の協力は、今後何世代にもわたり、英伊
両国との幅広い協力の礎となるとともに、インド太平洋
地域及び欧州地域の平和と安定に大きく貢献するもので
ある。なお、同年12月、米国は、英国及びイタリアとわ
が国の次期戦闘機の開発に関する協力を含め、わが国が
行う、志を同じくする同盟国やパートナー国との間の安
全保障・防衛協力を支持することを発表した。また、日
米間においては、次期戦闘機をはじめとした装備を補完
できる、無人航空機などの自律型システムについての具
体的な協力を2023年中に開始することで一致した。

次期戦闘機のイメージ
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一国の防衛にとって「航空優勢」の確保は諸作戦を
実施するうえでの大前提であり、将来の航空優勢の確
保を巡って各国とも、国際共同開発を含め、優れた戦
闘機の開発や調達にしのぎをけずっています。
このため、防衛省は、2020年から国際協力を視野

にわが国主導の次期戦闘機開発に着手するとともに、
英国、イタリアとの間で共同開発の可能性を追求して
きました。
次期戦闘機はこれまでの戦闘機にはない高度な

ネットワーク戦闘を実現できる、いわゆる第5世代戦
闘機を超える最先端の技術の結晶です。その共同開発
は、開発コストの分担といったコスト面の効果に加
え、共同開発国との安全保障・防衛協力の抜本的な強
化をもたらすものです。また、開発後、数十年に及ぶ
戦闘機の運用期間を考えれば、今後、何世代にもわた
る協力を約束するものとなります。さらに、防衛分野
にとどまらず、国際的に活躍する次世代エンジニアの
育成や社会全般への幅広い波及効果も期待される事業
ともいえます。
このような意義を踏まえれば、昨年末の日英伊首脳

による共同声明において次期戦闘機の共同開発事業が

GCAP（Global	Combat	Air	Programme）と名付け
られたように、わが国と価値観を同じくする英伊との
戦闘機の共同開発は、インド太平洋と欧州を結ぶ世界
の安定と繁栄の礎となる事業といっても過言ではあり
ません。
共同開発事業が開始されてから半年以上が過ぎま

すが、既に、本年3月に史上初の日英伊防衛大臣会談
が東京で実施されたことに加え、3か国の政府や企業
の技術者、オペレーター達が、東京や小牧で、ロンド
ンやウォートンで、ローマやトリノで、熱意を持って、
将来の改修の自由の確保や国内防衛生産・技術基盤の
一層の高度化を視野に、2035年までに次期戦闘機を
開発するという目標に向けた議論を行っています。
F-2の退役開始が見込まれる2035年に初号機を配

備するというスケジュールは、戦闘機開発のスケ
ジュールとしては決して長いものではなく、この間に
3か国で様々な課題を乗り越えていくことが必要とな
るでしょう。防衛省としては、いかなる課題があろう
とも「飛行機は向かい風に向かって飛ぶ」という言葉
を胸に、この一大事業の成功に向け官民のオールジャ
パンの体制で取り組んでいきたいと考えています。

GCAPの模型 日英伊防衛相会談
（企業トップと共に）

次期戦闘機の日英伊共同開発解 説解 説

資料：次期戦闘機の開発について
URL：https://www.mod.go.jp/j/policy/defense/nextfighter/index.html
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4　先端技術の活用
将来にわたって技術的優越を確保し、他国に先駆け、

先進的な能力を実現するため、民生先端技術を幅広く取
り込む研究開発を行い、防衛用途に直結できる技術を対
象に重点的に投資し、早期技術獲得を目指すことが重要
である。

例えば、AIを活用した戦闘支援無人機、複数のドロー
ンに対処可能な高出力マイクロ波（H

High Power Microwave
PM）照射技術、経

空脅威に低コストで、より速やかに対応が可能な高出力
レーザーやレールガン、無人化・省人化を推進するため
の無人水中航走体（UUV）、無人車両（U

Unmanned Ground Vehicle
GV）、無人水

上航走体（U
Unmanned Surface Vehicle

SV）など、ゲーム・チェンジャーとなり得
る最先端技術の研究開発を進めている。

	 44	 民生技術の積極的な活用

1　国内外の関係機関との技術交流や
関係府省との連携の強化

先進的な民生技術を取り込み、効率的な研究開発を行
うため、防衛装備庁と国立研究開発法人等の研究機関と

の間で、研究協力や技術情報の交換などを積極的に実施
している。

国内においては、「統合イノベーション戦略2022」（令
和4年6月3日閣議決定）を踏まえ、先端技術の活用に
よる優れた防衛装備品の創製や効率的、効果的な研究開

防衛装備庁プロジェクト管理部事業監理官(航
空機担当)付事業監理官補佐
防衛事務官　竹内　稚乃
次期戦闘機の共同開発を実現するためには、技術面

のみならず、各国の国内法令、産業の状況などを踏ま
えた政策面・制度面の検討が不可欠です。名古屋とい
う航空機産業の盛んな地で生まれ育った私は、今、次
期戦闘機チームの一員として、ローマとロンドンを行
き交い、政策面、制度面からこの新しい航空機の開発
に携わっています。
毎日のようにビデオ会議で調整し、さらに日英伊を

互いに訪問し、企業も交えて国際的な協議を行ってい
ます。言語や文化の異なる英国やイタリアとの協議、
さらには外国企業の視察といった経験は、自分を成長
させてくれる刺激的なものであり、未知の飛行機を飛
び立たせるために、各国の人々が協力するという素晴
らしい機会を与えてくれるものでもあります。今後、
協業の進展とともに、このような国境を超えたつなが
りはより一層深まっていきます。
安全保障環境が厳しさを増す中で、防衛省のあり方

も変化が求められており、この日英伊の協力もこれま
でにない新しい取組の一つです。私のような事務官、
技術的な観点からプロジェクト管理を担う技官、運用
者である航空自衛官、設計・製造を担う企業の職員と
いったこのプロジェクトに携わる幾千もの人の想いを
乗せたこの戦闘機が飛び立つ日を楽しみに、日々の業
務に邁進していきます。

ローマにて英伊政府職員と協議する筆者（左から2番目）

The next-generation fighter aircraft: Towards the day of take-off 
－次期戦闘機が飛び立つ日－

VOICE
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発を行うため、総合科学技術・イノベーション会議3

（C
 Council for Science, Technology and Innovation

STI）などをはじめとする関係府省庁とは平素から緊
密に連携を行っている。また、同戦略を推進するために
設置された統合イノベーション戦略推進会議4に積極的
に参画し、関係府省や国立研究開発法人、産業界、大学
などとの一層の連携を図っている。

図表Ⅳ-1-2-2（国立研究開発法人等との主な技術交
流）

また、政府内の取組として、民生分野の取組を進める
関係府省と、防衛省とがお互いに連携することが有効で
ある。安保戦略においても、研究開発などに関する資金
及び情報を政府横断的に活用するべく体制を強化すると
しており、この戦略に基づいて、政府一丸で取り組んで
いくことが重要である。

具体的には、AIや量子技術といった多義性を有する
先端分野について、経済安全保障重要技術育成プログラ
ムなどにより、国が重点的に後押しし、得られた研究開
発成果は安全保障分野の強化にも円滑につなげていく。
このほか、関係省庁が実施する研究開発と防衛省の研究
開発ニーズをマッチングし、防衛力の強化への貢献が期
待できる技術の開発を加速する仕組みを創設していく。

さらに、国外においては、同盟国・同志国との技術交
流や技術者同士の人的交流を引き続き積極的に進めてい
くとともに、様々な場を活用して意見交換などを継続
し、多様な可能性を検討していくこととしている。

3	 内閣総理大臣、科学技術政策担当大臣のリーダーシップのもと、各省より一段高い立場から総合的・基本的な科学技術・イノベーション政策の企画立案及
び総合調整を行うことを目的とした「重要政策に関する会議」の一つ。

4	 内閣官房長官のリーダーシップのもと、全ての国務大臣が参加し、「統合イノベーション戦略2019」（令和元年6月21日閣議決定）に盛り込まれた項目の
うち、特にイノベーション関連の司令塔間で調整の必要がある事項について、点検・整理などを行い、横断的かつ実質的な調整・推進を実施することを目
的とした会議

5	 「安全保障技術研究推進制度」（競争的研究費制度）の採択研究課題については、防衛装備庁HPを参照（https://www.mod.go.jp/atla/funding.html）

2　革新的・萌芽的な技術の発掘・育
成

防衛分野での将来における研究開発に資することを期
待し、目的指向の基礎研究を公募・委託する「安全保障
技術研究推進制度」（競争的研究費制度）を実施してお
り、2022年度までに142件の研究課題を採択5している。
2023年度も、引き続き革新的・萌芽的技術の発掘・育
成を推進することとしている。

なお、本制度が対象とする基礎研究においては、研究
者の自由な発想こそが革新的、独創的な知見を獲得する
うえで重要であり、研究の実施にあたっては、学会など
での幅広い議論に資するよう研究成果を全て公開できる
など、研究の自由を最大限尊重することが必要である。
よって、本制度では、防衛省が研究に介入したり研究成
果の公表を制限することはなく、防衛省が研究成果を秘
密に指定することや研究者に秘密を提供することもな
い。研究成果については、既に学会発表や学術雑誌への
掲載などを通じて公表されている。

本制度などを通じて、先進的な民生技術を積極的に活
用することは、将来にわたって国民の命と平和な暮らし
を守るために不可欠であるのみならず、米国防省高等研
究計画局（D

Defense Advanced Research Projects Agency
ARPA）による革新的な技術への投資が、イ

ンターネットやGPSの誕生など民生技術を含む科学技
術全体の進展に寄与してきたように、防衛分野以外でも
わが国の科学技術イノベーションに寄与するものであ
る。防衛省としては、引き続き、こうした観点から関連
する施策を推進していくとともに、本制度が学問の自由
と学術の健全な発展を確保していることの周知に努める
こととしている。

また、2020年度から、「安全保障技術研究推進制度」
で得られた基礎研究の成果などの中から、有望な先進技
術を早期に発掘、育成し、技術成熟度を引き上げて装備
品の研究開発に適用する「先進技術の橋渡し研究」も開
始している。2023年度も、将来的なゲーム・チェン
ジャーとなり得る装備品の創製につなげることを目指
し、「先進技術の橋渡し研究」を大幅に拡充し実施するこ

 参照

図表Ⅳ-1-2-2 国立研究開発法人等との
主な技術交流

№ 協力相手 主な協力分野・協力技術

①
宇宙航空

研究開発機構
（JAXA）

航空宇宙分野
●極超音速飛行技術
●超広帯域電磁波観測技術

②
情報通信
研究機構
（NICT）

電子情報通信分野
●サイバーセキュリティ技術
●量子暗号通信

③ 海洋研究開発機構
（JAMSTEC）

海洋分野
●海洋無人機システム
●水中移動体通信

④ 海上保安庁 ●短波帯表面波レーダー

⑤ 山口県産業技術 
センター

水中無人機分野
●水中画像を用いたセンシング技術
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図表Ⅳ-1-2-3 安全保障技術研究推進制度の2022年度新規採択研究課題

研究課題名 概要 研究代表者
所属機関

【
大
規
模
研
究
課
題（
タ
イ
プ
Ｓ
）】11
件

飛沫中のウイルスを検出するグラフェ
ン共振質量センサの研究

本研究では、架橋グラフェン上に吸着した分子の質量を高感度で計測する共振質量センサと特異性の高いDNAアプタマー
※1を組み合わせて、空気中のバイオエアロゾルを高感度に検出する環境測定型ウイルスセンサに関する基礎研究を行い、
これまで難しかった環境中のウイルスの可視化を目指します。

豊橋技術科学大学

マルチマテリアル接着接合を用いた航
空機実現のための基礎研究

本研究では、マルチマテリアル接着接合に取り組み、接着界面における接合メカニズムを解明するとともに、接着力が発現
する/失われるメカニズムの探求、実際の運用を模擬した環境における検査技術の確立および接着接合の耐久性検証試験を
通じて、信頼できるマルチマテリアル接着構造の実現を目指します。

宇宙航空研究開発機構

データ科学と単粒子診断法を融合した
新規赤外蛍光体開発の高速化

本研究では、単粒子診断法を基盤技術に、データ科学とスマートラボラトリ技術の融合を図ることで、効率的に探索領域を
拡大し、これまでに無い革新的な蛍光体材料開発法の確立を通じて新蛍光体を開発し、光センシング技術に必要な高輝度・
広帯域の新規蛍光体光源の実現を目指します。

物質・材料研究機構

レーザー推進による衛星の運動制御の
ための宇宙用レーザーの開発

本研究では、姿勢や軌道制御ができなくなってデブリ化した衛星の除去に資するため、レーザーアブレーション※2により
発生する推力について、様々なレーザー照射条件で実験的に研究を行い、従来よりも短時間でデブリの除去が可能な宇宙用
のピコ秒およびフェムト秒レーザーを開発することを目指します。

理化学研究所

マイクロ流体チップによる新規生物学
的影響評価法に関する研究

本研究では、ミニ臓器内蔵マイクロ流体チップに関して、ミニ臓器形成に適した生体高分子培養基材を創出し、複数のミニ
臓器を多孔質化したチップ内で形成・連結させ、微量化学物質の影響や臓器間作用を評価し、データベース化することで、
AIによるリスク判定を可能とする基礎基盤を確立することを目指します。

量子科学技術研究開発
機構

水中自律航行システムに向けた画像解
析による位置推定手法の開発

本研究では、水中自律移動体のための音響以外の手法による位置推定について、SfM※3を発展させた移動量推定「MEfI
（Motion Estimate from Image）」と、画像地図を用いて、画像の特徴量をAIで処理する相対自己位置推定「REfI（Relative 
self-position Estimate from Image）」の2つの手法を確立させ、これらの実装および精度検証を行います。 

いであ（株）

高速及び低電圧動作EMP※4防護素子
とその回路に関する基礎研究

本研究では、高速デジタル信号で動作するマイクロエレクトロニクスを被防護対象とした対Electromagnetic pulse 
（EMP）防護技術の実用化に向けて、回路挿入時の並列容量が小さく、動作電圧が低い非線形抵抗素子の実現を目指すとと
もに、その素子の実状況での使用を考慮に入れた基礎的な実証実験ならびに電気回路シミュレーションを実施します。

音羽電機工業（株）

水中航走体用レーザ通信に向けた光ト
ラッキング技術の研究開発

本研究では、移動中の水中航走体に対する長距離海中レーザ通信を実現するため、リングレーザのフォトンを検知して移動
中の水中航走体を捉える粗追尾と、リングレーザの中心に据えた通信用レーザ光源のフォトンを検知してレーザ光軸合わ
せと通信を行う精追尾を複合した、光トラッキング技術の研究開発を行います。

ソフトバンク（株）

有機正極二次電池の充放電機構の解明
と高エネルギー密度化の研究

本研究では、現行のリチウムイオン電池より大幅に軽量化が可能な有機正極二次電池に着目し、その充放電機構の解明や、
課題であるサイクル特性と高容量の両立に取り組み、長時間滞空可能な無人飛行機等への適用を目指します。 ソフトバンク（株）

波長・空間選択性に優れた量子カス
ケード素子の研究

本研究では、光の波長と伝搬を制御可能なフォトニック結晶を利用した、面型量子カスケードレーザならびに面型量子カス
ケード検出器の素子を開発し、これらを組み合わせた動作を実現させ、高速・高感度な中赤外域検出を目指します。 （株）東芝

海中通信・センシング向けの高性能配
向圧電セラミックの基礎研究

本研究では、従来送受波器より小型で高い音響性能の実現に向けて、PZT※5系圧電セラミックおよび無鉛系圧電セラミッ
クの配向化により、優れた性能を有する圧電セラミック材料を研究開発し、圧電振動子に適用可能な高性能配向圧電セラ
ミック材料を実現することを目指します。

日本電気（株）

【
小
規
模
研
究
課
題（
タ
イ
プ
Ａ
・
Ｃ
）】13
件

新たなデータ同化手法を使った海中水
温・塩分推定／予測手法研究

本研究では、海中水温・塩分の推定に対して新たな機械学習手法を使うことで、新しい面的な海面高度情報を効率的に用
い、初期値の決定精度の飛躍的向上をはかるデータ同化手法及びデータ予測手法を確立することを目指します。 宇宙航空研究開発機構

革新的SiCヘテロ接合技術を使った高
周波デバイスの基礎研究

本研究は、産総研が開発した炭化珪素（SiC）ヘテロ接合技術をベースとし、次世代高速通信用の高電子移動度トランジスタ
（High Electron Mobility Transistors： HEMTs）を作製し、ヘテロ接合界面の2次元電子ガスの特性支配因子を原子レベ
ルで解明することを目指します。さらにこの接合技術を大口径ウエハーへ展開するとともに、SiC-HEMTsの動作実証を目
指します。

産業技術総合研究所

ワイアレスな量子鍵配送のためのポー
タブル固体量子光源の開発

本研究では、次世代情報通信技術に応用可能な高性能量子光源の開発について、半導体量子ドットの作製技術を高度化し、
液体窒素温度でも安定に光る量子ドットの実現と、量子もつれ光子対の発生を実証し、大型冷凍機なしで動作するポータブ
ルな量子光源を実現することを目指します。

物質・材料研究機構

CMC※6強化材用高耐熱性ジルコニア
連続繊維の量産プロセスの確立

本研究では、SiC/SiCより耐環境性に優れる酸化物系CMCの実現に向け、より高温における強度に優れたジルコニア連続
繊維の開発を進めます。さらに、ジルコニア連続繊維の大量生産プロセスからCMC化までの基本プロセスを確立し、それら
を統合することを目指します。

物質・材料研究機構

3D積層造形プロセスのマルチフィジッ
クスシミュレーション技術

3D積層造形プロセスは、ジェットエンジン部材等の製造技術として利用が広まっており、単結晶組織実現が大きな研究課
題となっています。マルチフィジックスシミュレーション技術を開発し、部材の形状を考慮した温度場や凝固組織等の予測
により、単結晶組織を実現するための最適条件を明らかにします。実部材開発へ応用可能な基礎技術の確立を目指します。

物質・材料研究機構

光ファイバDAS※7と微動探査による
地盤モニタリング手法の開発

本研究では、大都市が立地する堆積平野の地盤リスク評価手法の高度化を目指し、光ファイバDASと、微動探査や地震波干
渉法を融合した解析手法を開発し、高密度・高精度な広域での詳細地盤モニタリングのための基礎的な基盤技術を開発し
ます。

防災科学技術研究所

全脳ネットワークを活用した革新的脳
ダイナミクスイメージング法

本研究では、全脳ネットワークダイナミクスモデルを活用した電流源推定法の開発により、非侵襲でありながら、脳深部活
動を含めた全脳の神経集団活動を高い時間・空間分解能で可視化する「革新的脳ダイナミクスイメージング手法」を開発
します。

（株）国際電気通信基礎
技術研究所

極超音速飛行における可変機構の耐熱
性・気密性向上に関する研究

本研究では、弾性変形金属シールについて、耐熱性と気密性を各段に向上させることが可能なシール技術に関する基礎研究
を実施し、極超音速エンジンの一部に適用することを目指します。 （株）ネッツ

小型衛星用マルチ加速モード同軸スラ
スタの基礎研究

本研究では、宇宙機用推進システムの小型軽量化、低コスト化の実現に向けて、一つの推進システムで加速モードを使い分
けることにより、化学推進のような大推力作動と、電気推進のような低燃費作動の両方ができるようなスラスタの基礎研究
を行います。

宇宙航空研究開発機構

軟磁性材料の高強度・高延性化に向け
た欠陥磁気物性の計測と設計

本研究では、モーターの芯材や電子機器等に広く用いられている軟磁性材料について、転位に局在する磁性に着目し、高強
度・高延性と低履歴効果を両立させうる格子欠陥の磁気特性制御と、その実空間イメージングを行うことを目指します。 物質・材料研究機構

グラフェンのスピン誘起ディラック電
子とスピン拡散長の可視化

本研究では、試料に電圧印加しながら高空間分解能でスピン分解光電子分光を行う計測システムを開発します。本装置を用
いてスピントロニクスの主要材料となることが期待されるグラフェンのスピン伝導について検証します。材料の動作環境
におけるスピン偏極電子の深い理解につながることが期待されます。

物質・材料研究機構

海洋状況把握（MDA※8）等に適用可能
な革新的画像処理技術の研究

本研究では、夜間に人工衛星から撮像された光学画像から、人の目では判別できない程度の明るさの海上船舶等を、自動的
かつ確実に検出する新たな画像処理アルゴリズムを生成・開発し、昼夜を問わず海洋状況把握を可能にすることを目指し
ます。

川崎重工業（株）

EHD※9ポンプによるヒレ推進魚ロ
ボットの研究

本研究では、海洋調査、海難事故対応、海洋防衛など多目的に応用可能な静音型、省電力消費の魚型ロボット開発に向けて、
実用に適したEHDアクチュエータの開発および揺動型ヒレ推進機構を備えた魚ロボットの開発を行います。 （株）テムザック

※1　DNAアプタマー：特定の物質と特異的に結合する核酸分子
※2　レーザーアブレーション：固体や液体の表面にレーザー光を照射したとき、表面の構成物質が爆発的に放出される現象
※3　SfM：Structure	from	Motion（カメラで撮影した2次元画像から被写体等の3次元情報を推定する方法）
※4　EMP：ElectroMagnetic	Pulse（電磁パルス。電子機器を損傷・破壊する、強力なパルス状の電磁波）
※5　PZT：Lead	Zirconate	Titanate（チタン酸ジルコン酸鉛）
※6　CMC：Ceramic	Matrix	Composite（セラミックス基複合材料）
※7　DAS：Distributed	Acoustic	Sensing（分散型音響センシング）
※8　MDA：Maritime	Domain	Awareness
※9　EHD：Electrohydrodynamics（電気流体力学現象）
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ととしている。
加えて、装備品の研究開発を加速するため、2022年

度から、民間企業に研究を委託し、企業の有する先進的
な技術を装備品の研究開発に使用可能なレベルまで向上
させる取組として、「ゲーム・チェンジャーの早期実用
化に資する取組」を開始した。

図表Ⅳ-1-2-3（安全保障技術研究推進制度の2022
年度新規採択研究課題）

3　早期装備化のための新たな取組
自衛隊の現在及び将来の戦い方に直結できる分野のう

ち、特に政策的に緊急性・重要性の高い事業について、
5年以内の装備化、おおむね10年以内に本格的運用する
ための枠組みを新設する。

 参照

動画：研究開発事業の戦略的な発信
URL：https://www.youtube.com/watch?v=VarOnKziYbM

資料：安全保障技術研究推進制度について
URL：https://www.mod.go.jp/atla/funding.html

人工知能や次世代情報通信技術など急速に進展す
る先端技術は、将来の戦闘様相を一変させ得ると考え
られており、こうした技術を取り入れた装備品の早期
実用化が、わが国の防衛力の抜本的強化を図る上で、
急務となっています。
このため、防衛関連企業などからの提案や、スター

トアップ企業や国内の研究機関・学術界などとの緊密
な連携を通じて、装備品の早期実用化に向けて、先端

技術を積極的に活用することがこれまで以上に重要に
なっています。
防衛省では、現在、政策担当者や運用者、研究者から

なる省内横断的なチームのもと、先端技術を取り入れ
た装備品の早期実用化を目指す制度を試行的に運用し
ているところですが、新たに策定された防衛戦略や整
備計画を踏まえ、こうした枠組みの実効性をさらに高
め、先端技術の活用を加速化していく考えです。

早期装備化に向けた新たな取組解 説解 説
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	第3節	 防衛装備・技術協力と防衛装備移転の推進

1	 「防衛装備移転三原則」の名称は、例えば、自衛隊が携行するブルドーザなどの被災国などへの供与にみられるように、移転の対象となり得るものが、平和
貢献・国際協力にも資するものであることなどから「防衛装備」の文言が適当であり、また、貨物の移転に加えて技術の提供が含まれることから「輸出」で
はなく「移転」としたものである。

わが国は、自国の安全保障、平和貢献・国際協力の推
進及び技術基盤・産業基盤の維持・強化に資するよう、
防衛装備移転三原則に基づき、諸外国との防衛装備・技
術協力を推進している。

前安保戦略に基づき、新たな安全保障環境に適合する
明確な原則として、2014年4月に「防衛装備移転三原
則1」及びその運用指針が策定された。防衛省としては、
この三原則のもと、これまで以上に平和貢献・国際協力
に寄与するとともに、同盟国たる米国及びそれ以外の諸
国との防衛協力を積極的に進めることを通じ、地域の平
和と安定を維持し、わが国を守り抜くための必要な諸施
策を積極的に推進していくこととしている。

防衛装備品の海外への移転は、三文書においても、そ
の推進について記述しており、特にインド太平洋地域に
おける平和と安定のために、力による一方的な現状変更
を抑止して、わが国にとって望ましい安全保障環境の創
出や、国際法に違反する侵略や武力の行使又は武力によ
る威嚇を受けている国への支援などのための重要な政策
的手段となる。

こうした観点から、安全保障上意義が高い防衛装備移
転や国際共同開発を幅広い分野で円滑に行うため、防衛
装備移転三原則や運用指針をはじめとする制度の見直し
について検討する。その際、三つの原則そのものは維持
しつつ、防衛装備移転の必要性、要件、関連手続の透明
性の確保などについて十分に検討する。また、防衛装備
移転を円滑に進めるため、基金を創設し、安全保障上の
観点から適切なものとするために、装備移転にかかる仕
様及び性能の調整を行うために必要な資金の交付を行う
ことなどにより、官民一体となって防衛装備移転を進め
ることとしている。

こうした防衛装備移転については、2014年の防衛装
備移転三原則の策定後、完成品の装備移転の実現に加
え、民生品の製造業における高い技術水準や産業競争力
などを背景として、米国のみならず、英国やオーストラ
リアなどの先進国を中心に、国際共同研究などを進めて
きており、また、現在、艦艇、航空機、レーダーなどにつ
いて、諸外国から装備移転の引き合いを受けているとこ
ろである。

資料63（防衛装備移転三原則）

	 11	 防衛装備移転三原則

1　防衛装備移転三原則の内容
（1）移転を禁止する場合の明確化（第一原則）

防衛装備の海外への移転を禁止する場合を、①わが国
が締結した条約その他の国際約束に基づく義務に違反す
る場合、②国連安保理の決議に基づく義務に違反する場
合、又は③紛争当事国への移転となる場合とに明確化し
た。

（2）移転を認め得る場合の限定並びに厳格審査
及び情報公開（第二原則）

移転を認め得る場合を、①平和貢献・国際協力の積極
的な推進に資する場合、又は②わが国の安全保障に資す

る場合などに限定し、透明性を確保しつつ、仕向先及び
最終需要者の適切性や安全保障上の懸念の程度を厳格に
審査することとした。また、重要な案件については国家
安全保障会議で審議し、あわせて情報の公開を図ること
とした。

（3）目的外使用及び第三国移転にかかる適正管
理の確保（第三原則）

防衛装備の海外移転に際しては、適正管理が確保され
る場合に限定し、原則として目的外使用及び第三国移転
についてわが国の事前同意を相手国政府に義務付けるこ
ととした。ただし、平和貢献・国際協力の積極的な推進
のため適切と判断される場合、部品などを融通し合う国
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際的なシステムに参加する場合、部品などをライセンス
元に納入する場合などにおいては、仕向先の管理体制の

2	 2018年12月、F-35A戦闘機の取得数については、42機から147機とし、新たな取得機のうち42機については、短距離離陸・垂直着陸機能を有する戦闘
機の整備に替え得るものとすることが決定された。

3	 2019年12月に2019年度及び2020年度の、2020年12月に2021年度の、2021年12月に2022年度の、2022年12月に2023年度から2027年度
までのF-35A戦闘機の取得について、それぞれ、より安価な手段であることが確認された国内企業が参画した製造とすることが決定された。

4	 わが国におけるエンジンのリージョナル・デポは、株式会社IHI（東京都：瑞穂工場）を予定

確認をもって適正な管理を確保することも可能とした。
資料64（防衛装備移転三原則の運用指針）

	 22	 米国との防衛装備・技術協力関係の深化

1　共同研究・開発など
わが国は、米国との間で、1992年以降、25件の共同

研究と1件の共同開発を実施している。現在は、5件の
共同研究（①部隊運用におけるジェット燃料及び騒音へ
の曝

ばく
露
ろ

の比較、②高耐熱性ケース技術、③次世代水陸両
用技術、④日米間のネットワーク間インターフェース、
⑤モジュール型ハイブリッド電気駆動車両システムにか
かる共同研究）を実施している。また、2022年9月の日
米防衛相会談において、極超音速技術に対抗するための
技術について、共同分析の進捗を踏まえ、要素技術・構
成品レベルでの日米共同研究の検討を開始することで合
意し、防衛省及び防衛装備庁と米ミサイル防衛庁を中心
に検討を加速させている。

2022年12月には、次期戦闘機をはじめとした装備を
補完できる、無人航空機などの自律型システムに関する
具体的な協力を2023年中に開始することで一致してい
る。

このほか、2014年7月以降、ペトリオットPAC-2の
部品などの米国への移転について、国家安全保障会議に
おいて、海外移転を認め得る案件に該当することを確認
している。

Ⅲ部1章4節2項（ミサイル攻撃などへの対応）、資
料30（日米共同研究・開発プロジェクト）

2　日米共通装備品の生産・維持整備
（1）F-35A戦闘機生産への国内企業の製造参画

及び整備拠点の設置
わが国は、2011年12月、F-35A戦闘機をF-4戦闘機

の後継機とし、一部の完成機輸入を除き国内企業が製造
に参画することなどを決定した2。これを踏まえ、わが国

は、2013年度以降のF-35A戦闘機の取得に際して、国
内企業の製造参画を図り、これまで、機体及びエンジン
の最終組立・検査（F

Final Assembly and Check Out
ACO）や関連部品の製造参画の取

組を行ってきた。
2019年度以降の取得に際しては、厳しい財政状況を

踏まえ、完成機輸入を原則としつつ、より安価な手段が
ある場合には見直すこととされた。しかし、その後の製
造企業による経費低減の取組などにより、国内企業が最
終組立・検査を実施する方が、完成機輸入に比べてより
安価となることが確認されたため、2019年度から2027
年度までの取得については、国内企業が最終組立・検査
を実施した機体を取得することとしている3。

また、F-35戦闘機が全世界的に運用されることから、
米国政府は、北米・欧州・アジア太平洋地域に機体・エ
ンジンを中心とした整備拠点（リージョナル・デポ）を
設置することとした。

2014年12月に、米国政府によって選定されたアジア
太平洋地域におけるわが国のF-35戦闘機の機体の整備
拠点は、2020年7月から愛知県にある三菱重工業小牧
南工場において運用を開始した。また、エンジンの整備
拠点については、2018年初期までにオーストラリアに
設置し、その3～5年後、追加所要に対応するためわが国
にも設置すること4を決定した旨、2014年12月に米国
政府が公表したことから、現在運用開始に向けて準備中
である。

F-35戦闘機の製造に国内企業が継続して参画すること
や、機体及びエンジンなどの整備拠点を国内に設置し、
アジア太平洋地域での維持整備に貢献することは、国内
の防衛生産・技術基盤の維持・育成・高度化に資するも
のであるとともに、わが国のF-35A戦闘機の運用支援体
制の確保、日米同盟の強化、インド太平洋地域における
装備協力の深化といった観点から、有意義である。

 参照
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（2）日米オスプレイの共通整備基盤の確立に向
けた取組

米海軍は、普天間飛行場に配備されている米海兵隊オ
スプレイの定期機体整備のため、2015年10月、整備企
業として富士重工業株式会社5を選定し、2017年2月か
ら、陸自木更津駐屯地において定期機体整備が開始さ
れ、2023年3月末時点で5機の整備が完了し、4機を整
備中である。

防衛省としては、①陸自オスプレイ（V-22）6の円滑な

5	 2017年4月1日に、株式会社SUBARUに社名を変更
6	 陸自では、CH-47JA輸送ヘリコプターの輸送能力を巡航速度や航続距離などの観点から補完・強化できるティルト・ローター機（オスプレイ（V-22））を

17機導入することとし、佐賀空港における施設整備が完了するまでの一時的な処置として、木更津駐屯地に暫定的に配備することとしている。
7	 2023年5月現在、わが国は、防衛装備品・技術移転協定を、米国、英国、オーストラリア、インド、フィリピン、フランス、ドイツ、マレーシア、イタリア、

インドネシア、ベトナム、タイ、スウェーデン及びアラブ首長国連邦（UAE）と締結している。（参照　資料40各種協定締結状況）
8	 正式名称：防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とオーストラリア政府との間の協定
9	 正式名称：防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とインド共和国政府との間の協定

導入、②日米安保体制の円滑かつ効果的な運用、③整備
の効率化の観点から、木更津駐屯地の格納庫を整備企業
に使用させ、米海兵隊オスプレイの整備とともに、将来
のV-22の整備を同駐屯地で実施することにより、日米
オスプレイの共通の整備基盤を確立していくこととして
いる。木更津駐屯地での共通の整備基盤の確立は、日米
ガイドラインに掲げる「共通装備品の修理及び整備の基
盤の強化」の実現と沖縄の負担軽減に資するものとして、
極めて有意義である。

	 33	 新たな防衛装備・技術協力の構築

1　諸外国との防衛装備・技術協力など
装備品に関する協力は、構想から退役まで半世紀以上

に及ぶ取組であることを踏まえ、防衛装備の海外移転や
国際共同開発を含む、装備・技術協力の取組の強化を通
じ、相手国軍隊の能力向上や相手国との中長期にわたる
関係の維持・強化を図る7。特に、防衛協力・交流・訓
練・演習、能力構築支援などの他の取組とも組み合わせ
ることで、これを効果的に進める。その際、就役から相
当年数が経過し、拡張性などに限界がある装備品の早期
用途廃止、早期除籍などの活用による同志国への移転を
検討することとしている。

図表Ⅳ-1-3-1（諸外国との主な防衛装備・技術協力
（イメージ））、資料40（各種協定締結状況）

（1）オーストラリア
オーストラリアとの間では、2014年12月、日豪防衛

装備品・技術移転協定8が発効した。
また、同年11月には、科学技術者交流計画に係る取決

めに署名し、技術者の相互派遣の枠組みを整理した。こ
の枠組みに基づき、2021年よりオーストラリア国防科
学技術グループへの日本側からの技術者派遣を開始した。

なお、2021年5月には「船舶の流体性能及び流体音響
性能に係る日豪共同研究」及び「複数無人車両の自律化

技術に係る日豪共同研究」も開始しており現在も継続中
である。

2023年2月には、オーストラリアで開催されたアバ
ロン国際航空ショーに空自C-2輸送機が参加し、わが国
の技術力を発信した。

2017年10月、2019年6月に続き、2022年5月には、
第3回目となる日豪防衛装備・技術協力共同運営委員会
を開催し、日豪間で防衛装備・技術協力をさらに推進し
ていくための方策などについて、さらなる検討を行うな
ど、日豪両国の防衛装備・技術協力の進展を図っている。

さらに、2021年11月には、日豪宇宙・サイバーシン
ポジウムが初めて開催され、宇宙・サイバー分野を中心
とした日豪両国の産業や防衛装備技術について相互に理
解を深めた。

Ⅲ部3章1節2項1（オーストラリア）

（2）インド
インドとの防衛装備・技術協力は、日印の特別な戦略

的グローバル・パートナーシップに基づく重要な協力分
野と位置づけられており、2015年12月の日印首脳会談
において日印防衛装備品・技術移転協定9の署名が行わ
れ、2016年3月に発効した。

また、これまでに計6回の防衛装備・技術協力に関す
る事務レベル協議を開催するなど、デュアル・ユースを
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含む防衛装備・技術協力案件の形成に向け協議を実施し
ている。2018年7月には「UGV10／ロボティクスのため
の画像による位置推定技術に係る共同研究」を開始した。

さらに、2019年2月には同国とは2回目となる「日
印・官民防衛産業フォーラム」をベンガルールにおいて
開催するなど、日印両国の防衛装備・技術協力に関する
議論が進展している。

Ⅲ部3章1節2項2（インド）

（3）英国
英国との間では、2013年7月、日英防衛装備品・技術

移転協定11の署名・発効に至り、2014年7月に日英防衛
装備・技術協力運営委員会を初開催し、定期的に協議を
行っている。

2013年7月、米国以外の国とは初めてとなる化学・

10	 UGV（Unmanned	Ground	Vehicle）とは、陸上無人車両のことを指す。
11	 正式名称：防衛装備品及び他の関連物品の共同研究、共同開発及び共同生産を実施するために必要な武器及び武器技術の移転に関する日本国政府とグレー

トブリテン及び北アイルランド連合王国政府との間の協定
12	「共同による新たな空対空ミサイルの実現可能性に係る日英共同研究」（2014年11月開始、2018年3月完了）、「人員脆弱性評価に係る共同研究」（2016

年7月開始、2020年7月完了）、「ジェットエンジンの認証プロセスに係る共同研究」（2018年2月開始、2020年2月完了）

生物防護技術にかかる共同研究を開始し2017年7月に
成功裏に完了したほか、3件の研究12を開始し、それぞれ
成功裏に完了した。なお、2018年12月には「共同によ
る新たな空対空ミサイルの実証に係る日英共同研究」、
2021年7月には、新たな「化学・生物防護技術に係る日
英共同研究」をそれぞれ開始した。また、2018年3月に
開始した「次世代RFセンサシステムの実現可能性に係
る共同研究」は、2022年2月に「次世代RFセンサシス
テムの技術実証に係る共同研究」に移行しており、次期
戦闘機への適用も視野に現在も継続中である。

次期戦闘機の開発については、日英伊3か国は共通の
機体を開発することに合意し、3か国首脳は「グローバ
ル戦闘航空プログラム（G

Global Combat Air Programme
CAP）」を発表し、2023年3

月には、日英伊防衛相会談を実施した。
Ⅲ部3章1節2項3（1）（英国）

 参照

 参照

図表Ⅳ-1-3-1 諸外国との主な防衛装備・技術協力（イメージ）

●人員脆弱性評価（～ 2020年7月）
●ジェットエンジンの認証プロセス（～ 2020年2月）
●共同による新たな空対空ミサイルの実証（JNAAM）
（2018年12月～ 2023年度終了予定）
●化学・生物防護技術（2021年7月～）
●次世代RFセンサシステムの技術実証（2022年2月～）

●次世代機雷探知技術
　（2018年6月～）

英国

フランス

●UGV/ロボティクスのための画像による位置推定技術
　（2018年7月～）

インド

●警戒管制レーダー
●TC-90機体
●UH-1H部品

フィリピン

●防弾チョッキ、防護衣、防護マスク、
自衛隊車両等

ウクライナ

●次期戦闘機の日英伊共同開発（2022年12月～）
英国・イタリア

●船舶の流体力学分野
（～ 2019年11月）
●科学技術者交流（2019年11月～）
●船舶の流体性能及び流体音響性能
（2021年5月～）
●複数無人車両の自律化技術
（2021年5月～）

豪州

●PAC-2部品
●イージス・システムにかかるソフトウェア及
び部品

●F100エンジン部品
●F-15慣性航法装置部品

●化学剤呈色反応識別装置（～ 2022年2月）
●科学技術者交流（2003年5月～）
●部隊運用におけるジェット燃料及び騒音への
曝露の比較（2015年11月～）

●高耐熱性ケース技術（2018年7月～）
●次世代水陸両用技術（2019年5月～）
●日米間のネットワーク間インターフェース
（2020年9月～）
●モジュール型ハイブリッド電気駆動車両シス
テム（2020年10月～）

●次期戦闘機のインターオペラビリティを確保
するための将来のネットワークにかかる共同
検討（2021年8月～）

●SM-3ブロックⅡA

●F-35リージョナルデポ
●日米オスプレイ共通整備基盤（木更津）

【凡例】

完成品

部品・コンポーネント

国際共同開発・生産

国際共同研究等

無償譲渡（自衛隊法第116条の3）

整備拠点（リージョナルデポ）・共通整備基盤

※網掛けは終了済みの案件

米国
2023年5月現在
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（4）フランス
フランスとの間では、2014年1月、防衛装備品協力及

び輸出管理措置に関する委員会をそれぞれ設置し、
2016年12月には、日仏防衛装備品・技術移転協定13が
発効した。また、2018年1月の第4回日仏「2+2」にお
いては、次世代機雷探知技術に関する協力の早期開始を
確認し、同年6月、次世代機雷探知技術にかかる共同研
究を開始した。

また、2022年6月、「ユーロサトリ2022」に防衛装備
庁のブースを出展した。

Ⅲ部3章1節2項3（2）（フランス）

ユーロサトリ2022におけるブースの様子

（5）ドイツ
ドイツとの間では、2017年7月、日独防衛装備品・技

術移転協定14に署名し、発効した。
Ⅲ部3章1節2項3（3）（ドイツ）

（6）イタリア
イタリアとの間では、2019年4月、日伊防衛装備品・

技術移転協定15が発効した。また、同年1月には、欧州で
初となる「日伊・官民防衛産業フォーラム」を開催し、
さらに日伊防衛装備・技術協力に関する課長級協議の枠
組みを設置した。

次期戦闘機の開発については、日英伊3か国は共通の
機体を開発することに合意し、3か国首脳は「グローバ
ル戦闘航空プログラム（GCAP）」を発表し、2023年3

13	 正式名称：防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とフランス共和国政府との間の協定
14	 正式名称：防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とドイツ連邦共和国政府との間の協定
15	 正式名称：防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とイタリア共和国政府との間の協定
16	 正式名称：防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とスウェーデン王国政府との間の協定

月には、日英伊防衛相会談を実施した。
Ⅲ部3章1節2項3（4）（イタリア）

（7）スウェーデン
スウェーデンとの間では、2022年12月、日スウェー

デン防衛装備品・技術移転協定16に署名し、発効した。
Ⅲ部3章1節2項6（2）（スウェーデン）

（8）ウクライナ
2022年2月のロシアによるウクライナ侵略を受けて、

ウクライナ政府からの装備品等の提供要請を踏まえ、自
衛隊法に基づき非殺傷の物資を防衛装備移転三原則の範
囲内で提供するべく、同年3月8日に国家安全保障会議
において、防衛装備移転三原則の運用指針を一部改正
し、同年3月から、防弾チョッキ、鉄帽（ヘルメット）、
防寒服、天幕、カメラ、衛生資材・医療用資器材、非常用
糧食、双眼鏡、照明器具、個人装具、防護マスク、防護
衣、小型のドローンを自衛隊機などにより輸送し、ウク
ライナ政府への提供を実施した。また、ウクライナ政府
からの要請を踏まえ、民生車両（バン）などを追加提供
した。さらに、2023年5月の日・ウクライナ首脳会談に
おいて、岸田内閣総理大臣からゼレンスキー大統領に対
し、ウクライナ側の要請を踏まえ、新たに100台規模の
トラックなどの自衛隊車両及び約3万食の非常用糧食を
提供することを伝達した。

Ⅲ部3章1節2項7（1）（ウクライナ）、資料64（防
衛装備移転三原則の運用指針）

ウクライナへの自衛隊車両の引き渡し式

 参照

 参照

 参照

 参照

 参照
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（9）ASEAN諸国
ASEAN諸国との間では、日ASEAN防衛当局次官級

会合などを通じて、人道支援・災害救援や海洋安全保障
など、非伝統的安全保障分野における防衛装備・技術協
力について意見交換がなされており、参加国からは、こ
れらの課題に効果的に対処するため、わが国からの協力
に期待が示されている。2016年11月の日ASEAN防衛
担当大臣会合の際にわが国が表明した「ビエンチャン・
ビジョン」において、ASEAN諸国との防衛装備・技術
協力に関しては、①装備品・技術移転、②人材育成、③
防衛産業に関するセミナーなどの開催を3つの柱として
進めることとした。

具体的な取組として、インドネシアとの間では、2021
年3月に東京で開催された第2回日インドネシア「2＋
2」において、日インドネシア防衛装備品・技術移転協
定17に署名し、即日発効した。

ベトナムとの間では、2016年11月の日越防衛次官級
協議において、「防衛装備・技術協力に関する定期協議
の実施要領（T

Terms of Reference
OR）」に署名した。また、2019年5月の

日越防衛相会談の際に、具体的な分野などを示した「防
衛産業間協力の促進の方向性にかかる日ベトナム防衛当
局間の覚書」が署名された。その後、2021年9月の岸防
衛大臣（当時）のベトナム訪問に際し、両国間で防衛装
備品・技術移転協定18に署名し、発効した。

また、2022年12月に「ベトナムディフェンスエキス
ポ2022」に防衛装備庁のブースを出展するとともに、
日越官民防衛産業フォーラムを実施した。

シンガポールとの間では、2022年6月、日星首脳会談
において、防衛装備品及び技術移転に関する協定の締結
に向けた交渉の開始について合意した。

フィリピンとの間では、2016年4月に日フィリピン
防衛装備品・技術移転協定が発効した後、2018年3月
までに、計5機の海自練習機（TC-90）をフィリピン海
軍へ引き渡したほか、海自によるパイロットの操縦訓練
支援やわが国企業による維持整備の支援を実施した。ま

17	 正式名称：防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とインドネシア共和国政府との間の協定
18	 正式名称：防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とベトナム社会主義共和国政府との間の協定
19	 正式名称：防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とタイ王国政府との間の協定
20	 正式名称：防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とマレーシア政府との間の協定

た、2019年9月までに陸自で不用となった多用途ヘリ
コプター（UH-1H）の部品などをフィリピン空軍に引き
渡した。これら2件の移転は、2017年6月に施行された、
不用装備品等の無償譲渡などを可能とする自衛隊法の規
定を適用した事例である。（本項2参照）

加えて、2019年1月には、防衛装備・技術協力に関す
る事務レベルの定期協議の枠組みを設置した。

2020年8月には、フィリピン国防省と三菱電機株式
会社との間で、同社製警戒管制レーダー（4基）を約1億
ドルで納入する契約が成立し、2014年の防衛装備移転
三原則策定以来、わが国から海外への完成装備品の移転
としては初の案件となった。1基目の固定式レーダーに
ついては、わが国国内での製造が完了し、2022年11月
にフィリピンへ輸出された。今後、納入に向けて必要な
作業が行われる予定である。また、空自においてフィリ
ピン空軍の要員に対する教育支援を実施している。

タイとの間では、2017年11月、防衛装備品・技術移転
協定の早期締結を含め今後の二国間の防衛装備・技術協
力を促進していくことで一致していたところ、2022年5月、
岸田内閣総理大臣のタイ訪問の際に署名し、発効した。19

マレーシアとの間では、2018年4月、日マレーシア防
衛装備品・技術移転協定20に署名し、発効した。

Ⅲ部3章1節2項8（東南アジア（ASEAN）諸国） 参照

フィリピン空軍の要員に対する教育の様子

資料：警戒管制レーダーの移転に伴う教育支援
URL：https://www.mod.go.jp/j/approach/exchange/area/2023/20230428_phl-j.html
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（10）中東諸国
アラブ首長国連邦（UAE）との間では、2023年5月、

中東の国との間では初めてとなる、防衛装備品・技術移
転協定21に署名した。

イスラエルとの間では、2019年9月、わが国とイスラ
エル防衛当局間で提供される、防衛装備・技術に関する
秘密情報を適切に保護するため、「防衛装備・技術に関
する秘密情報保護の覚書」22に署名した。

ヨルダンとの間では、2019年に陸自の退役済み61式
戦車1両を無償で貸し付けるとともに、ヨルダン側から
ヨルダンで開発された装甲車が陸自へ贈呈された。こう
したやり取りを受け、防衛省において、式典を開催し、
覚書の署名・交換が行われたほか、ヨルダン王立戦車博
物館において、貸し付けた陸自61式戦車の除幕及び説
明パネルの設置が実施された。

Ⅲ部3章1節2項12（中東諸国）

2　開発途上国装備協力規定の新設
わが国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増す中、わ

21	 正式名称：防衛装備品及び技術の移転に関する日本国政府とアラブ首長国連邦政府との間の協定
22	 正式名称：防衛省とイスラエル国防省との間の防衛装備・技術に関する秘密情報保護の覚書
23	 財政法（昭和22年法律第34号）第9条第1項：国の財産は、法律に基づく場合を除くほか、これを交換しその他支払手段として使用し、又は適正な対価

なくしてこれを譲渡し若しくは貸し付けてはならない。

が国と安全保障・防衛上の協力・友好関係にある国が適
切な能力を備え、安全保障環境の改善に向けて国際社会
全体として協力して取り組む基盤を整えることが重要で
ある。

この点、経済規模や財政事情により独力では十分な装
備品を調達できない友好国の中には、以前から、不用と
なった自衛隊の装備品を活用したいとのニーズがあった。

こうした中、友好国のニーズに応えていくため、自衛
隊で不用となった装備品を、開発途上地域の政府に対し
無償又は時価よりも低い対価で譲渡できるよう、財政法
第9条第1項23の特例規定を自衛隊法に新設し、2017年
6月から施行されている。

なお、この規定により無償又は時価よりも低い対価で
譲渡できるようになった場合においても、いかなる場合
にいかなる政府に対して装備品の譲渡などを行うかにつ
いては、防衛装備移転三原則などを踏まえ、個別具体的
に判断されることとなる。また、譲渡した装備品のわが
国の事前の同意を得ない目的外使用や第三者移転を防ぐ
ため、相手国政府との間では国際約束を締結する必要が
ある。

	 44	 部外転用
航空機は防衛分野と民生分野で共通する技術基盤が多

く、民生分野の活性化に資する施策を講じることが、わ
が国の航空機の産業基盤の維持・活性化、防衛産業基盤
の維持・強化につながるという観点から、防衛省では、
防衛省が開発した航空機の民間転用について検討を進め
てきた。

これまで民間転用の制度設計に向けた指針をまとめ、
民間転用を希望する企業の申請に関する制度を整備し、
P-1哨戒機のF7-10エンジンやUS-2救難飛行艇の民間
転用に向けた技術資料など、企業の申請を受けて開示し
てきた。また、F7-10エンジンについては、2016年に、

防衛装備庁と製造会社である株式会社IHIとの間で、
JAXAへの販売に向けた民間転用契約を初めて締結し、
2019年にJAXAへ納入された。

防衛装備移転三原則の策定後、航空機以外の装備品も
諸外国政府から引き合いがあることなどを踏まえ、その
呼称を民間転用から部外転用に改め、2018年に手続規則
の整備を行った。2019年にSH-60K（能力向上型）用自
動操縦装置用飛行制御装置処理部及びSH-60K用着艦誘
導支援装置の部外転用に向けた技術資料などを企業の申
請を受けて開示した。

	 55	 国際防衛装備品展示会への出展
防衛装備庁では、国際防衛装備品展示会への出展を実 施し、わが国の防衛装備に関する施策や高い技術力を発

 参照
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信している。このような取組は、各国政府関係者などの
わが国の装備政策や技術力に対する理解を深め、防衛装
備・技術協力推進のための基盤の形成に寄与している。
「ユーロサトリ2022」においては、装備品の国際共同

開発・生産が主流となっていることにかんがみ、完成品
の移転のみならず、コンポーネント・部品の供給を通じ
た協力を積極的に進めるべきとの考えから、レーダーや
戦闘車両などの構成品レベルでの技術力の高さを幅広く
アピールした。

また、「ベトナムディフェンスエキスポ2022」では、
海洋、輸送、人道支援・災害救護・海洋監視などの地上
展示を通じ、わが国の舶用工業製品などに象徴される高
い技術力などについて広く情報発信した。国内では、
2023年3月に開催された「DSEI Japan 2023」におい
て、多用途ヘリコプター（UH-2）などの実機、除染VR
シアターや戦闘糧食試食などの体験、日英伊3カ国によ

る次期戦闘機の共同開発をテーマにした展示並びに防衛
戦略に示された抜本的な防衛力強化及び国際協力強化の
取組についての情報発信を行った。

	 66	 防衛装備品の適切な海外移転に向けた官民連携
防衛装備品の海外移転について、整備計画では、政府

が主導し、官民の一層の連携のもとに装備品の適切な海
外移転を推進するとしている。これまで防衛装備庁、商
社、製造企業の連携のもとで、相手国の潜在的なニーズ
を把握して提案に向けた活動を行う「事業実現可能性調
査」を、2020年度から実施している。

また、わが国と相手国との間で、両国の防衛当局と企
業が一堂に会して、防衛装備品の海外移転に関する意見
交換を行う「官民防衛産業フォーラム」を、2017年8月
のインドネシアでの開催をはじめ、これまでに、インド、
ベトナム、オーストラリア、イタリア、フィリピンを合
わせた計6か国において実施している。

わが国国内においても、各国への海外移転に関する官

民の知識向上を図る取組として、「防衛装備移転に関す
るウェビナー」を開催し、諸外国との民間ビジネス分野
での事例や防衛装備・技術協力の現状を学ぶ機会を創出
している。2020年12月の初開催以降、インド、ベトナ
ム、マレーシアに引き続き、2022年10月には装備品輸
出実績が豊富な欧米諸国における装備品を輸出する側の
制度や経験について、ウェビナーを行った。

さらに、かねてより防衛産業から要望が寄せられてい
た官民間での海外移転に関する情報共有の場として、
2022年3月にWeb上にポータルサイトを整備し、海外
移転を進める防衛関連企業を対象として、各国の調達制
度やわが国の防衛装備移転制度などの情報提供を行って
いる。

	 77	 装備品にかかる重要技術の流出防止
国際的な防衛装備・技術協力の推進にあたっては、装

備品にかかる重要技術の流出を防ぐため、産業保全の強
化、機微技術・知的財産管理の強化に取り組んでいくこ

ととしている。
1節2項2（2）イ（イ）（産業保全の強化）、1節2項2
（2）イ（ウ）（機微技術・知的財産管理の強化）

 参照

資料：�防衛装備庁が防衛装備・技術協力の推進のため海外に発信している�
リファレンスガイド及びプロモーション動画（英語版）

URL：https://www.mod.go.jp/atla/en/policy/defense_equipment.html#guides_and_movies

DSEI	Japan	2023におけるブースの様子
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	第4節	 装備品の最適化の取組
	 11	 合理的な装備体系の構築のための取組

1	 多様な任務への対応能力の向上と船体のコンパクト化を両立させた新たな護衛艦

人口減少・少子高齢化の急速な進展や厳しい財政事情
を踏まえれば、領域横断作戦に対応できる十分な能力を
獲得するためには、装備体系の合理化などにかかる取組
を一層推進することが必要不可欠である。

整備計画では、重要度の低下した装備品の運用停止、
費用対効果の低いプロジェクトの見直しなどを行うこと
としている。特に、陸自については、航空体制の最適化
のため、一部を除き師団・旅団の飛行隊を廃止し、各方
面隊にヘリコプター機能を集約する。また、対戦車ヘリ
コプター（AH-1S）及び戦闘ヘリコプター（AH-64D）
や観測ヘリコプター（OH-1）の機能を多用途／攻撃用
無人機（UAV）及び偵察用無人機（UAV）などに移管
し、今後、用途廃止を進める。その際、島嶼防衛やゲリ

ラ・特殊部隊への対処などのため、既存ヘリコプターの
武装化などにより最低限必要な機能を保持する。

海自については、広域での洋上監視能力強化のため、
滞空型無人機（UAV）を取得することに伴い、固定翼哨
戒機（P-1）の取得数を一部見直す。護衛艦（「いずも」
型）への戦闘機（F-35B）の搭載等、艦載所要の見直しに
より、哨戒ヘリコプター（SH-60K（能力向上型））の取
得数を一部見直す。また、多用機（U-36A）は民間会社
への訓練支援の委託により用途廃止する。

空自については、保有機種の最適化のため、要救助者
の位置特定が容易な新型救命無線機の導入により初動を
担う救難捜索機（U-125A）などの用途廃止を進める。

	 22	 限られた人材を最大限有効に活用するための取組（無人化・省人化）
わが国を取り巻く厳しい安全保障環境及び人口減少・

少子高齢化の急速な進展を踏まえれば、限られた人材を
最大限有効に活用して防衛力を最大化することが重要で
ある。整備計画では、人口減少と少子高齢化を踏まえ、
無人化・省人化・最適化を徹底していくこととしている。

1　無人化の取組
整備計画では、防衛装備品の無人化・省人化を推進す

るため、既存の装備体系・人員配置の見直しを進める。
無人水中航走体（UUV）等にかかる技術の獲得につい

ては、管制型試験無人水中航走体（UUV）から被管制用
無人水中航走体（UUV）を管制する技術などの研究を
実施し、水中領域における作戦機能を強化することとし
ている。また、有人車両から複数の無人車両（UGV）を
コントロールする運用支援技術や自律的な走行技術に関
する研究及び次期戦闘機などの有人機と連携する戦闘支
援無人機（U

Unmanned Aerial Vehicle
AV）についても研究開発を推進することと

している。

2　省人化の取組
整備計画では、省人化した護衛艦（FFM1）を早期に増

勢することや水上艦艇のさらなる省人化・無人化を実現
するため、無人水上航走体（USV）に関する技術などの
研究を継続することとしている。

長期運用型UUV
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	 33	 ライフサイクルを通じたプロジェクト管理

2	 プロジェクトマネージャーの指名及び統合プロジェクトチームの設置は行わないものの、プロジェクト管理重点対象装備品と同様に、機能・性能やコスト、
スケジュールなどに関するリスクに着目し、プロジェクト管理を実施する特定の装備品を指す。

1　重点的なプロジェクト管理による
最適な装備品の取得

装備品の高度化・複雑化により、装備品のライフサイ
クル（構想、研究・開発、量産・配備、運用・維持など）
全体のコストが増加傾向にある中、品質が確保された装
備品を適切な経費で必要とする時期までに効率的かつ計
画的に取得するには、ライフサイクル全体を通じた取得
の効率化と、それを実現するための組織的な管理体制が

極めて重要である。このため、防衛装備庁の設置（2015
年10月）以来、同庁プロジェクト管理部が重要な装備品
を選定したうえでライフサイクルを通じたプロジェクト
管理を実施し、最適な装備品の取得の実現に向けた取組
を推進している。

具体的には、プロジェクト管理対象装備品（以下「対
象装備品」という。）として、2023年3月末時点で、22
品目のプロジェクト管理重点対象装備品と13品目の準
重点管理対象装備品2を選定している。また、プロジェク

図表Ⅳ-1-4-1 プロジェクト管理重点対象装備品及び準重点管理対象装備品

12式地対艦誘導弾能力向上型
（地発型・艦発型・空発型）※

SM－3ブロックⅡA

Ｆ－35Ａ

陸自UH－2

Ｃ－２

グローバルホーク 

オスプレイ

03式中距離地対空
誘導弾(改善型)

水陸両用車（AAV7）

SH－60K能力向上型 Ｐ－1 次期戦闘機※

16式機動戦闘車 KC－46A Ｅ－2Ｄ

宇宙状況監視(SSA)システム※哨戒機用新空対艦誘導弾※

新艦対空誘導弾※

プロジェクト管理重点対象装備品（H30年度）

プロジェクト管理重点対象装備品（H27年度）

島嶼防衛用高速滑空弾※

プロジェクト管理
重点対象装備品

（R1年度）

F－15能力向上※

プロジェクト管理
重点対象装備品

（R3年度）

哨戒艦※

RC－2

準重点管理対象
装備品

（R3年度）

プロジェクト管理
重点対象装備品
（H29年度）

島嶼防衛用新対艦誘導弾※ 長期運用型
無人水中航走体（ＵＵＶ）※

極超音速誘導弾※

Ｆ－35Ｂ

プロジェクト管理重点対象装備品（R2年度）

スタンド・オフ電子戦機※

新艦艇（もがみ型） 29年度型潜水艦
（たいげい型）

掃海艦（あわじ型）

準重点管理対象装備品（R2年度）

次期警戒管制レーダ装置※

10式戦車19式装輪自走
155mmりゅう弾砲

準重点管理対象装備品（R1年度）

準重点管理対象
装備品（H29年度）

イージス・システム搭載艦※

※印の図はイメージです。

ASM－3（改）※

資料：プロジェクト管理について
URL：https://www.mod.go.jp/atla/soubiseisaku_project.html
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ト管理重点対象装備品については、専属の担当官として
プロジェクトマネージャー（P

Project Manager
M）を指名した後、省内関

連部署の職員で構成される統合プロジェクトチーム
（I

Integrated Project Team
PT）などによるプロジェクト管理を実施している。
また、2023年3月末時点の対象装備品の35品目は、

これまでに取得プログラムの目的や取得方針、ライフサ
イクルコストなど、計画的にプロジェクト管理を進める
ために必要な基本的事項を定めた「取得戦略計画」及び

「取得計画」（以下「対象装備品の計画」という。）を策定
している。

さらに、原則、毎年度、対象装備品の計画の実施状況
を確認したうえで、分析及び評価を実施し、これを基に
適宜、対象装備品の計画を見直すなど、最新の状況を反
映した適切なプロジェクト管理の推進に努めている。ま
た、2023年3月の取得プログラムの分析及び評価は、対
象装備品の計画を策定してきたもののうち35品目に対
して実施した。

図表Ⅳ-1-4-1（プロジェクト管理重点対象装備品及
び準重点管理対象装備品）

2　プロジェクト管理推進・強化のた
めの取組

（1）これまでの取組
プロジェクト管理を推進、強化するために次の取組を

行っている。
ア　WBSによるコスト・スケジュールの管理

一部の国内生産の装備品などについては、装備品など
の構成要素（W

Work Breakdown Structure
BS3）ごとに作業の進捗状況、経費の発生

3	 プロジェクト管理を行うため、事業において創出する成果物について、その進捗や費用を管理可能な単位（構成品や役務など）にまで詳細化し、体系付け
した階層構造のこと

4	 実務を行う防衛省職員の視点だけでなく、経営学・経済学の分野で提唱されている理論なども踏まえ、効果的な取得制度の見直しを図るため、この分野を
専門とする大学准教授などを非常勤職員として招へいし、防衛装備品の取得制度に資する研究を実施する制度

状況などを可視化できるマネジメント手法の導入を推進
している。2020年4月からは、共同履行管理型インセン
ティブ契約制度を活用し、コスト上昇やスケジュール遅
延を早期に察知して、迅速な対応を行うなど、官民共同で
のコスト・スケジュール管理に努めている。（4項3参照）
イ　コスト見積り精度向上に関する手法の検討

ライフサイクルコストの見積りは、これまでに開発又
は導入した類似装備品の実績コストデータから推定して
いる。見積り精度の向上には、より多くのデータに基づ
き推定する必要があるため、コストデータベースを構築
し、コストデータの収集とそのデータベース化を推進し
ている。
ウ　専門知識の習得・発展

プロジェクトマネージャーなどのマネジメント能力の
さらなる向上や、プロジェクト管理に携わる人材育成の
ため、海外や民間におけるプロジェクト管理手法の研修
などを定期的に実施している。

（2）今後の取組
装備品の効果的・効率的な取得を一層推進するために

は、装備品のライフサイクルを通じたプロジェクト管理
の実効性及び柔軟性の向上が必要である。このため、整
備計画では、さらなる装備品の効果的・効率的な取得の
取組として、長期契約の適用拡大による装備品の計画
的・安定的な取得を通じてコスト低減を図り、企業の予
見可能性を向上させ効率的な生産を促すことに加え、他
国を含む装備品の需給状況を考慮した調達、コスト上昇
の要因となる自衛隊独自仕様の絞り込みなどを行うこと
としている。

	 44	 契約制度などの改善

1　取得制度の見直し
防衛省では、環境の変化に迅速に対応するため、2007

年から「総合取得改革推進プロジェクトチーム」会合を、
2010年からは有識者による「契約制度研究会」におい
て取得制度の検討を行っている。2016年度からは、検

討結果を確実に具現化するため、特別研究官制度4を活
用している。

2　長期契約など
装備品の製造には長期間を要することから、一定数量

 参照
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を一括で調達しようとする場合、5年を超える契約が必
要になるものが多い。また、装備品や役務については、①
防衛省のみが調達を行っていること、②それらを供給す
る企業が限られていることなどから、スケールメリット5

が働きにくく、企業としても高い予見可能性をもって計
画的に事業を進めることが難しいという特殊性がある。

このため、財政法において原則5か年度以内とされて
いる国庫債務負担行為による支出年限について、特定の
装備品については、長期契約法6の制定により10か年度
以内としている。この結果、装備品の安定的な調達が可
能となり、計画的な防衛力整備が実現されるとともに、
企業側も、将来の調達数量が確約され、人員・設備の計
画的な活用と一括発注による価格低減が可能となる。

Ⅱ部4章1節12項（最適化の取組）、Ⅱ部4章3節4
項（最適化への取組）

また、P
Private Finance Initiative

FI法7などを活用し、より長期の複数年度契約
を実施することで、国の支出を平準化し予算の計画的取
得及び執行を実現するとともに、受注者側のリスク軽
減、新規参入の促進などを通じた装備品調達コストの低
減などのメリットを引き出している。

このほか、装備品の特性により競争性が期待できない
調達や、防衛省の制度を利用しコストダウンに取り組む

5	 規模を大きくすることにより得られる効果のことであり、例えば、材料の大量購入などにより、単価を低く抑えることができる。
6	 特定防衛調達に係る国庫債務負担行為により支出すべき年限に関する特別措置法（2015年4月成立。2019年3月、有効期限を5年間延長する一部改正法

成立）
7	 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律

企業については、迅速かつ効率的な調達の実施及び企業
の予見可能性向上の観点から、透明性・公正性を確保し、
対象を類型化・明確化したうえで、随意契約の適切な活
用を図っている。

3　調達価格の低減策と企業のコスト
ダウン意欲の向上

装備品の調達においては、市場価格が存在しないもの
が多く、高価格になりやすいという特性を踏まえ、調達
価格の低減と企業のコストダウン意欲の向上を同時に達
成することが必要である。

この実現のため防衛装備庁では、2020年4月以降、官
民が共同して契約の履行や進捗の管理、コスト管理を行
い、コストダウンが図られた場合は一定の割合を企業に
還元する、共同履行管理型インセンティブ契約制度を次
期戦闘機事業及びスタンド・オフ電子戦機事業に適用し
ている。また、同年4月から企業自らのコストダウンを
評価する仕組みとして、価格低減に対して報奨を付与す
る制度を施行、適用範囲の拡大など、企業のコストダウ
ンをより促す仕組みとなるよう検討を続けている。

	 55	 調達の効率化に向けた取組など

1　効果的・効率的な維持・補給
装備品の定期整備について、安全性の確認を十分に

行ったうえでその実施間隔を延伸し、効率化を図ってい
る。また、装備品の可動率の向上と長期的なコスト抑制
を図る観点から、P

Performance Based Logistics
BLなどの包括契約の拡大に取り組ん

でいる。

2　装備品取得のさらなる効率化
装備品の取得にあたっては、能力の高い新たな装備品

の導入、既存の装備品の延命、能力向上などを適切に組
み合わせることにより、必要十分な質・量の防衛力を確
保する。その際、研究開発を含む装備品のライフサイク
ルを通じたプロジェクト管理の強化などによるコストの
削減に努め、費用対効果の向上を図る。また、自衛隊の
現在及び将来の戦い方に直結できる分野のうち、特に政
策的に緊急性・重要性が高い事業については、民生先端
技術の取り込みも図りながら、着実に早期装備化を実現
することとしている。

Ⅱ部4章1節12項（最適化の取組）、Ⅱ部4章3節4
項（最適化への取組）

 参照

 参照
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3　公正性・透明性の向上のための取
組

防衛省では、装備品などの取得にかかる公正性・透明
性の向上を図るため、契約の適正化のための措置や、
チェック機能の強化のための措置を講じている。

まず、政府全体の取組である「公共調達の適正化」と
して、防衛省においても総合評価落札方式8の導入拡大、
入札手続の効率化を継続して実施している。これに加え、
防衛関連企業による過大請求事案や装備品の試験結果の
改ざん事案などの反省を踏まえた再発防止策として、制
度調査の強化や違約金の見直し、監督検査の実効性の確

8	 技術的要素の評価などを行うことが適当であるものについて、価格のみによる自動落札方式とは異なり、価格以外の要素と価格とを総合的に評価して落札
者を決定する方式

保などを着実に実施しており、これらを通じて不祥事の
再発防止、公正性・透明性の向上及び契約の適正化に取
り組んでいる。

また、防衛装備庁では、監察・監査部門において内部
監察などの一層の充実を図るとともに、防衛監察本部に
よる監察や外部有識者からなる防衛調達審議会における
審議などにより、同庁が行う契約について内外から重層
的なチェック及び組織内の相互牽制を行っている。さら
に教育部門を充実させ、職員に対する法令遵守にかかる
教育を徹底することにより、コンプライアンス意識の向
上にも努めている。

	 66	 FMS調達の合理化に向けた取組の推進
FMSは、米国の武器輸出管理法などのもと、米国の安

全保障政策の一環として同盟諸国などに対して装備品を
有償で提供するものである。FMSには、①価格が見積り
である、②前払いが原則であり履行後に精算される、③

図表Ⅳ-1-4-2 FMSによる装備品等の取得にかかる予算額の推移（契約ベース）

（単位：億円）

0
2,000
4,000
6,000
8,000

10,000
12,000
14,000
16,000

H30予算 R1予算 R2予算 R3予算 R4予算 R5予算

○【参考】FMS調達の代表例 ※FMSの金額

F-35A
【ロッキード・マーチン】
R5年度予算：1,069億円

F-35B
【ロッキード・マーチン】
R5年度予算：1,435億円

F-15能力向上
【ボーイング】

R5年度予算：1,135億円

E-2D
【ノースロップ・グラマン】
R5年度予算：1,941億円

14,768

4,7134,102

7,013

2,543
3,797

FMSにより取得している主要な装備品

【陸上自衛隊】
V-22オスプレイ

【海上自衛隊】
SM-6
SM-3ブロックⅠB
SM-3ブロックⅡA
トマホーク

【航空自衛隊】
F-15能力向上
F-35A
F-35B
AIM-120（空対空ミサイル）
KC-46A（空中給油・輸送機）
E-2D（早期警戒機）
グローバルホーク
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納期が予定であるなどの特徴があるが、わが国の防衛力
を強化するために非常に重要なものである。

一方、FMSについては、納入遅延や精算遅延などの
様々な課題があることは事実であり、近年FMS調達額
が高水準で推移している中で、日米が協力して改善に努
めているところである。

具体的には、2016年以降、防衛装備庁と米国防安全
保障協力庁との間でFMS調達をめぐる諸課題について
協議を行う会議（S

Security Cooperation Consultative Meeting
CCM：安全保障協力協議会合）を7

回開催している。
2023年1月の第7回会議においては、今後FMS調達

が増加する中、未納入・未精算に関し日米間での履行管

理の強化を継続するとともに、未納入・未精算の縮減へ
の取組や価格の透明性の向上に向けた取組を推進してい
くことを確認した。

さらに、2023年4月に防衛装備庁と米国防省との間
で、防衛装備品などにかかる品質管理業務を相互に無償
で提供し合う枠組みを締結した。本枠組みにより、FMS
調達にかかる品質管理費用が減免され、FMS調達額の
縮減及び同盟国である米国との調達分野における協力関
係の向上につながり、FMS調達の合理化を推進してい
る。

図表Ⅳ-1-4-2（FMSによる装備品等の取得にかかる
予算額の推移（契約ベース））

 参照
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	第5節	 経済安全保障に関する取組
	 11	 基本的考え方

1	 2022年8月1日、総則、特定重要物資の安定的な供給の確保及び特定重要技術の開発支援に関する規定が施行されて以降、段階的に規定を施行している。

わが国の平和と安全や経済的な繁栄などの国益を経済
上の措置を講じ確保することが経済安全保障であり、経
済的手段を通じた様々な脅威が存在していることを踏ま
え、わが国の自律性の向上、技術などに関するわが国の

優位性、不可欠性の確保などに向けた必要な経済施策
を、総合的、効果的かつ集中的に講じていく必要がある。
こうした経済安全保障の考え方が新たに安保戦略に記載
された。

	 22	 日本政府内の動向
これまでも、わが国は、外為法に基づく対応の強化を

はじめ、既存の法制の中で経済安全保障の推進に資する
多岐にわたる取組を推進してきた。

2022年5月には、サプライチェーンの強靱化、基幹イ
ンフラの安全性・信頼性の確保、先端的な重要技術につ
いての官民協力、特許出願の非公開に関する制度整備を
行うことにより、安全保障の確保に関する経済施策を総
合的かつ効果的に推進するための「経済施策を一体的に
講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律」
が成立した。同年8月にはこの法律が順次施行1されてい
るところ、2023年4月には、内閣府に政策統括官（経済
安全保障担当）が設置され、法律に基づく事務を担当し
ている。

また、2021年度に創設された「経済安全保障重要技
術育成プログラム」（以下「K Program」）は、AI、量子

などの先端技術を含む研究開発を対象に、内閣官房、内
閣府そのほかの関係府省が一体となって、国のニーズを
実現する研究開発事業を実施するもので、その研究成果
は、民生利用のみならず安全保障を含む公的利用につな
げていこうとするものである。2022年には、K Program
の支援対象とする重要技術が定められた研究開発ビジョ
ン（第一次）が決定され、このビジョンが定める研究開
発課題の公募が順次行われている。このほか、セキュリ
ティ・クリアランスを含むわが国の情報保全の強化に向
け、2023年2月、有識者会議が立ち上げられ、検討が進
められている。こうした施策を含め、経済安全保障に関
する各種措置については、不断に検討・見直しを行い、
特に各産業などが抱えるリスクを継続的に点検し、安全
保障上の観点から政府一体となって必要な取組を行って
いくこととしている。

	 33	 防衛省の取組
安全保障と経済を横断する領域で国家間の競争が激化

する中、防衛戦略などに基づくいわば防衛力そのものと
しての防衛生産・技術基盤の維持・強化と合わせて、先
端技術の保全・育成といった経済安全保障の施策によ
り、わが国の自律性の向上や、わが国の優位性・不可欠
性を確保することは極めて重要である。

防衛省は、安全保障担当官庁としてこれまで蓄積して
きた防衛生産・技術基盤の維持・強化にかかる知見・

ニーズを提供するなど政府一体の取組に積極的に参画し
ている。具体的には、内閣府の政策統括官（経済安全保
障担当）への人員派遣を行っているほか、K Programや
技術情報管理、対内直接投資の審査などの政府全体の取
組に対し、安全保障に関する知見・ニーズの提供を積極
的に行うために、職員の増員など省内の体制を抜本的に
強化し、経済安全保障上の課題解決に貢献している。

Ⅰ部4章1節6項（経済安全保障をめぐる動向） 参照
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	第1節	 人的基盤の強化
防衛力の中核は自衛隊員である。全ての隊員が高い士

気と誇りを持ち、個々の能力を発揮できる環境を整備す
べく、人的基盤の強化を進めていく。

また、自衛隊員の人材確保が厳しくなる中、これまで
以上に、民間の労働市場の動向や働き方に対する意識の
変化といった社会全体の動きを踏まえて検討を進める必
要があることから、2023年2月、防衛大臣のもとに部外
の有識者からなる「防衛省・自衛隊の人的基盤の強化に
関する有識者検討会」を設置し議論を進めている。2023
年3月31日現在、2回開催している。

防衛省・自衛隊の人的基盤の強化に関する有識者検討会

	 11	 採用の取組強化

1　募集
防衛省・自衛隊が各種任務を適切に遂行するために

は、少子化による募集対象者人口の減少という厳しい採
用環境の中にあっても、優秀な人材を安定的に確保しな
ければならない。このため、募集対象者などに対して、
自衛隊の任務や役割、職務の内容などを丁寧に説明し、
確固とした入隊意思を持つ人材を募る必要がある。

全国に50か所ある自衛隊地方協力本部では、地方公
共団体、学校、募集相談員などの協力を得ながら、きめ
細やかに、かつ、粘り強く自衛官等の募集・採用を行っ
ている。なお、地方公共団体は、募集期間などの告示や
広報宣伝などを含め、自衛官及び自衛官候補生の募集に
関する事務の一部を行うこととされており、防衛省はこ
れに要する経費を負担している。また、募集に関する事
務の円滑な遂行のために必要な募集対象者情報の提出を

含め、所要の協力が得られるよう地方公共団体などとの
連携を強化している。

また、2022年度から一般曹候補生及び自衛官候補生

防衛力の中核である自衛隊員の能力を
発揮するための基盤の強化など第2章

地方協力本部における募集活動（合同企業説明会）

動画：令和4年度自衛官採用CM
URL：https://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/about/movie.html
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の採用試験の一部をオンライン化するなど、受験者の負
担軽減に努めている。

2　採用
（1）自衛官

自衛官は、個人の自由意志に基づく志願制度のもと、
様々な区分に応じて採用される。一般曹候補生及び自衛官
候補生の採用上限年齢は、民間企業での勤務経験を有す
る者など、より幅広い層から多様な人材を確保するため、
2018年に「27歳未満」から「33歳未満」に引き上げた。

また、整備計画に基づき、有為な人材の早期確保を図
るため、貸費学生制度1の拡充を行うこととしている。

さらに、民間の人材を活用するという点では、公募幹
部として専門的技術に関する国家資格・免許などを保有
する者を採用する取組や、中途退職した元自衛官の採用
数の拡大など中途採用の強化に取り組んでいる。加えて、

1 理学・工学等の学術分野における人材を確保する観点から、将来自衛隊で勤務する意思のある大学生等に対し、毎月一定額（月額54,000円）の学資金を
貸与する制度

2 国家公務員法第2条に定められた特別職の国家公務員として位置づけ

整備計画に基づき、サイバー領域などで活躍が見込まれ
る専門的な知識・技能を保有する人材を取り込むため、
柔軟な働き方を可能とする自衛官の新たな人事制度の整
備を検討している。

図表Ⅳ-2-1-1（募集対象人口の推移）、図表Ⅳ-2-1-2
（自衛官の任用制度の概要）

自衛官は、自衛隊の精強性を保つため、階級ごとに職
務に必要とされる知識、経験、体力などを考慮し、大半
が50歳代半ばで退職する「若年定年制」や2、3年を1
任期として任用する「任期制」など、一般の公務員とは
異なる人事管理2を行っている。

資料65（自衛官の定員及び現員並びに自衛官の定数
と現員数の推移（過去10年間））、資料66（自衛官な
どの応募及び採用状況）

（2）事務官、技官、教官など
防衛省・自衛隊には、自衛官のほか、約2万1,000人

 参照

 参照

図表Ⅳ-2-1-1 募集対象人口の推移

【資料出典】平成5（1993）年度、6（1994）年度及び令和元（2019）年度は、総務省統計局「我が国の推計人口（1920年～ 2000年）」及び「人口推計年報」による。
令和2（2020）年度以降は、国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」（令和5（2023）年4月の中位推計値）による。

27 ～ 32歳人口（千人）
18 ～ 26歳人口（千人）
うち18歳人口（千人）

0
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2,000
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（年度）
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約1,743万人

約1,033万人

約927万人

約734万人
約665万人

約106万人 約99万人 約75万人 約72万人 約64万人

約184万人

約605万人

約1,745万人

約1,591万人
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の事務官、技官、教官などが隊員3として勤務している。
防衛省では、主に、人事院が行う国家公務員採用総合職
試験及び国家公務員採用一般職試験、防衛省が行う防衛
省専門職員採用試験の合格者から採用している。

事務官は、本省及び防衛装備庁の内部部局などでの防
衛全般に関する各種政策の企画・立案、情報本部での分
析・評価、全国各地の部隊や地方防衛局などでの行政事
務に従事している。

技官は、本省及び防衛装備庁の内部部局などでの防衛
施設（司令部庁舎、滑走路、火薬庫など）及び防衛装備品
などの物的基盤に関する各種政策の企画・立案、情報本
部での分析・評価、全国各地の部隊や地方防衛局などで、

3 防衛省の職員のうち、特別職の国家公務員を「自衛隊員」といい、自衛隊員には、自衛官のほか、事務官、技官、教官などが含まれる。

各種の防衛施設の建設工事、様々な装備品の研究開発・
効率的な調達・維持・整備、隊員のメンタルヘルスケア
などに従事している。

教官は、防衛大学校、防衛医科大学校や防衛研究所な
どで、防衛に関する高度な研究や隊員に対する質の高い
教育を行っている。
「令和5年度内閣の重要課題を推進するための体制整

備及び人件費予算の配分の方針」（令和4年7月29日内
閣総理大臣決定）において、「外交・安全保障や経済安保
の強化」と記載されたことを踏まえ、増員などに取り組
んだところである。

資料67（防衛省の職員等の内訳） 参照

図表Ⅳ-2-1-2 自衛官の任用制度の概要
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候
補
生

【
３
月
】

（
２
士
で
採
用・約
６
年
で
３
尉
）

航
空
学
生（
海
空
）

18歳以上33歳未満

任
期
制

自
衛
官

高 等 学 校 等

（
４
年・卒
業
後
曹
長
）

防
衛
大
学
校

（注）①　所定の教育訓練を修了したものは、通常3尉に昇任するところ、一般大学等の修士課程修了者のうち院卒者試験により入隊した者、並びに、防衛医科大学校
医学科学生及び歯科・薬剤科幹部候補生については、国家試験に合格した者は、2尉に昇任。

②　任期制自衛官の初期教育を充実させるため、平成22年7月から、入隊当初の3 ヶ月間を非自衛官化して、定員外の防衛省職員とし、基礎的教育訓練に専従さ
せることとした。

：非自衛官（定員外）：試験又は選考：採用試験【凡例】
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	 22	 予備自衛官などの活用

4 諸外国においても、予備役制度を設けている。

有事などの際は、事態の推移に応じ、必要な自衛官の
所要数を早急に満たさなければならない。この所要数を
迅速かつ計画的に確保するため、わが国では予備自衛
官、即応予備自衛官及び予備自衛官補の3つの制度4を設
けている。

図表Ⅳ-2-1-3（予備自衛官などの制度の概要）

予備自衛官は、防衛招集命令などを受けて自衛官とな
り、後方支援、基地警備などの要員として任務につく。
即応予備自衛官は、防衛招集命令などを受けて自衛官と
なり、第一線部隊の一員として、現職自衛官とともに任
務につく。また、予備自衛官補は、自衛官未経験者など
から採用され、教育訓練を修了した後、予備自衛官とし
て任用される。また、予備自衛官補の技能区分は、制度

創設（2001年度）以降、順次拡大しており、2022年度
には、システム防護（サイバー）及び保育士を追加した。

予備自衛官などは、平素はそれぞれの職業などについ
ているため、定期的な訓練などへの参加には、雇用企業
の理解と協力が不可欠である。

このため、防衛省は、年間30日の訓練が求められる即
応予備自衛官が、安心して訓練などに参加できるよう必
要な措置を行っている雇用企業などに対し、その負担を
考慮し、「即応予備自衛官雇用企業給付金」を支給してい
る。

また、予備自衛官又は即応予備自衛官が、①防衛出動、
国民保護等派遣、災害派遣などにおいて招集に応じた場
合や、②招集中の公務上の負傷などにより本業を離れざ

 参照

資料：予備自衛官等制度の概要
URL：https://www.mod.go.jp/gsdf/reserve/

図表Ⅳ-2-1-3 予備自衛官などの制度の概要

予備自衛官 即応予備自衛官 予備自衛官補

基本構想 ●防衛招集命令などを受けて自衛官となって勤務 ●防衛力の基本的な枠組みの一部として、防衛招集命令などを受
けて自衛官となって、あらかじめ指定された陸自の部隊で勤務

●教育訓練修了後、陸自又は海自の予備自衛官として任
用

採用対象 ●元自衛官、元即応予備自衛官、元予備自衛官 ●元自衛官、元予備自衛官 （一般・技能共通）
●自衛官未経験者（自衛官勤務1年未満の者を含む。）

採用年齢 ●士：18歳以上55歳未満
●幹・准・曹：定年年齢に2年を加えた年齢未満

●士：18歳以上50歳未満
●幹・准・曹：定年年齢から3年を減じた年齢未満

●一般は、18歳以上34歳未満、技能は、18歳以上で保
有する技能に応じ53歳から55歳未満

採用など ●志願に基づき選考により採用
●教育訓練を修了した予備自衛官補は予備自衛官に任用

●志願に基づき選考により採用 ●一般：志願に基づき試験により採用
●技能：志願に基づき選考により採用

階級の
指定

●元自衛官：退職時指定階級が原則
●元予備自衛官、元即応予備自衛官：退職時指定階級が
原則

●予備自衛官補
　・一般：2士　・技能：技能資格・経験年数に応じ指定

●元自衛官：退職時階級が原則
●元予備自衛官：退職時指定階級が原則

●階級は指定しない

任用期間 ●3年／1任期 ●3年／1任期 ●一般：3年以内
●技能：2年以内

（教育）
訓練

●自衛隊法では20日／年以内。ただし、5日／年（基準）
で運用

●30日／年 ●一般：50日／3年以内（自衛官候補生課程に相当）
●技能：10日／2年以内（専門技能を活用し、自衛官と
して勤務するための教育）

昇進 ●勤務期間（出頭日数）を満たした者の中から勤務成績
などに基づき選考により昇進

●勤務期間（出頭日数）を満たした者の中から勤務成績などに基
づき選考により昇進

●指定階級がないことから昇進はない

処遇

●訓練招集手当：� 8,100円／日※
●予備自衛官手当：� 4,000円／月
※�即応予備自衛官となるための訓練に従事する予備自衛
官補出身の予備自衛官の訓練招集手当は8,300円／日
を支給

●訓練招集手当：� 10,400～14,200円／日
●即応予備自衛官手当：� 16,000円／月
●勤続報奨金：� 120,000円／1任期

●教育訓練招集手当：� 8,800円／日

雇用企業へ
の給付金

●即応予備自衛官育成協力企業給付金：560,000円／
人

※予備自衛官補出身の予備自衛官が即応予備自衛官に任
用された場合に支給

●即応予備自衛官雇用企業給付金：42,500円／月

－

●雇用企業協力確保給付金：34,000円／日

応招義務
など

●防衛招集、国民保護等招集、災害招集、訓練招集 ●防衛招集、国民保護等招集、治安招集、災害等招集、訓練招集 ●教育訓練招集
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るを得なくなった場合、その職務に対する理解と協力の
確保に資するため、雇用主に「雇用企業協力確保給付金」
を支給することとしている。

さらに、自衛官経験のない者が予備自衛官補を経て予
備自衛官として所定の教育訓練を終え、即応予備自衛官

に任用された場合に、当該即応予備自衛官が安心して教
育訓練に参加できるよう必要な措置を行った雇用企業に
対し、「即応予備自衛官育成協力企業給付金」を支給する
こととしている。

新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための災

西部方面後方支援隊第101弾薬大隊
即応予備陸士長　宮前　和幸

令和2年に任期満了で株式会社ティー・シージャパ
ンに就職し、自衛隊を終えてからも災害時には直接的
に困っている人を助けたいという思いがあり、即応予
備自衛官に志願しました。

仕事は、全国展開で出張が多いため、訓練日程が合
わず、訓練に参加する事が難しいのですが、一緒に働
く仲間の協力や同意もあり、参加できる体制を整えて
いただいています。訓練に参加し、昔、一緒に辛い訓
練を乗り越えてきた仲間に会うと、一瞬であの頃に戻
る事ができ、大変懐かしく嬉しく思います。現職時代
の苦しい訓練を乗り越えられたのは、仲間のお陰であ
り、人を大切に思う事の大切さを学び、今でもその気
持ちを忘れずに会社の上司や仲間へ素直に感謝できる
のは、即応予備自衛官であることが大いに関係してい
ると思います。

これからも、自衛隊で培った体力と精神力、信条の
維持の為に即応予備自衛官であり続けたいと思ってい
ます。

株式会社ティー・シージャパン
代表取締役　阿部　誠

弊社は、大分県大分市に会社を設立し、日本最大級
の先進的かつ最新鋭の杭打船「第八十八大栄号」など
を所有し、海洋土木、一般土木等と幅広い分野で事業
展開しており、さまざまな事業で地域・社会に貢献で
きる企業を目指しています。

現在2名の即応予備自衛官が在籍しており、任期制
自衛官を修了して「自衛隊新卒」として就職し、自衛
隊時代に培われた、規律・責任感、実行力、チームワー
ク等の社会人としての基本的な素養が身についてお
り、即戦力として活躍していただいています。現在は、
海洋土木事業部に所属し、日本全国で長期に渡る事も
ありますが、訓練の時は、帰省の費用を会社が負担し、
作業の分担など同僚の協力も得て、弊社としても可能
な限りバックアップし、今後も即応予備自衛官の雇用
を通じて社会貢献していく所存でございます。

作業中の筆者（宮前即応予備陸士長） 株式会社ティー・シージャパン
代表取締役　阿部　誠　氏

活躍する即応予備自衛官、予備自衛官等雇用主の声VOICE
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害派遣では、医師、看護師などの資格を有する予備自衛
官を招集し、自衛隊病院などにおいて医療支援などの任
務にあたった5。

整備計画に基づき、作戦環境の変化や自衛隊の任務が
多様化する中で、予備自衛官などが常備自衛官を効果的
に補完しうるよう予備自衛官などが果たすべき役割を再
整理した上で、自衛官未経験者からの採用の拡大や、年

5 2020年、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のための災害派遣に際しては、2月18日から3月12日の間、医師、看護師などの資格を有する予備自
衛官10名を招集し、医療支援などに従事した。

6 自衛隊操縦士の割愛は、最前線で活躍する若手の操縦士が民間航空会社などへ無秩序に流出することを防止するとともに、一定年齢以上の操縦士を民間航
空会社などで活用する制度であり、わが国の航空業界などの発展という観点からも意義がある。

齢制限、訓練期間などの見直しを行うこととしている。
これを踏まえ、2023年4月、予備自衛官の一部の技能区
分を対象に継続任用時の上限年齢を試行的に廃止した。

また、割愛6により民間部門に再就職する航空機操縦
士を予備自衛官として任用するなど、幅広い分野で予備
自衛官の活用を進めている。

	 33	 人材の有効活用に向けた施策など

1　人材の有効活用
自衛隊の人的構成は、これまで全体の定数が削減され

てきた一方、装備品の高度化、任務の多様化・国際化な
どへの対応のため、より一層熟練した者、専門性を有す
る者が必要となっている。

このような状況を踏まえ、知識・技能・経験などを豊
富に備えた高齢人材の一層の活用を図るため、2020年
以降、自衛官の若年定年年齢を1歳引き上げた。整備計
画に基づき、2023年に1尉から1曹まで、2024年以降

に1佐から3佐及び2曹から3曹までの定年を、それぞ
れ1歳ずつ引上げを行うこととしている。また、2023年
に定年退職自衛官の再任用（定年から65歳に達する日
以前）をさらに推進すべく、艦船乗組の一部、航空機操
縦業務の一部を再任用自衛官が従事できる業務とした。

さらに、無人化・省人化などを推進するため、AIの活
用促進などにかかるアドバイザー業務の外部委託など、
AI活用に関する支援態勢を構築するとともに、部外委
託講習により部内人材の育成を図るなど、AI活用にか
かる環境整備を行っている。

加えて、一部艦艇では、複数クルーで交替勤務するク
ルー制を導入し、限られた人員による稼働率の確保に取
り組んでいる。

図表Ⅳ-2-1-4（自衛官の階級と定年年齢）

2　防衛省職員の自殺防止への取組
防衛省職員の自殺者数は、2022年度は79人であった。

依然として、職員の尊い命が自殺により失われているこ
とは、御家族にとって大変痛ましいことであり、また、
組織にとっても多大な損失である。

図表Ⅳ-2-1-5（防衛省職員の自殺者数の推移）

2022年度には、職員の自殺事故防止の観点から、「防
衛省のメンタルヘルスに関する基本方針」を策定し、各
種施策を推進している。

具体的には、全職員を対象としたメンタルヘルス
チェック、カウンセリングの利用啓発などの職員の意識
改革、ワークライフバランスに関する施策などを推進す

 参照

 参照

図表Ⅳ-2-1-4 自衛官の階級と定年年齢

階級 略称 定年年齢
陸将・海将・空将 将

60歳
陸将補・海将補・空将補 将補
1等陸佐・1等海佐・1等空佐 1佐 57歳
2等陸佐・2等海佐・2等空佐 2佐

56歳
3等陸佐・3等海佐・3等空佐 3佐
1等陸尉・1等海尉・1等空尉 1尉

55歳

2等陸尉・2等海尉・2等空尉 2尉
3等陸尉・3等海尉・3等空尉 3尉
准陸尉・准海尉・准空尉 准尉
陸曹長・海曹長・空曹長 曹長
1等陸曹・1等海曹・1等空曹 1曹
2等陸曹・2等海曹・2等空曹 2曹

54歳
3等陸曹・3等海曹・3等空曹 3曹
陸士長・海士長・空士長 士長

－1等陸士・1等海士・1等空士 1士
2等陸士・2等海士・2等空士 2士

（注）1　 統幕長、陸幕長、海幕長又は空幕長の職にある陸将、海将又は空将である自
衛官の定年は、年齢62歳

　　 2　 医師、歯科医師及び薬剤師である自衛官並びに音楽、警務、情報総合分析、画
像地理・通信情報の職務に携わる自衛官の定年は、年齢60歳
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ることによる職場環境の整備、上司とカウンセラーとの
連携や相談先の多様化といったサポート体制の強化など

に取り組んでいる。

	 44	 生活・勤務環境の改善など

1　生活・勤務環境改善への取組
防衛戦略において、全ての自衛隊員が高い士気と誇り

を持ちながら個々の能力を発揮できるよう、生活・勤務
環境の改善に引き続き取り組むこととしている。具体的

には、即応性確保などのために必要な隊舎・宿舎の確保
及び建替えを加速し、同時に、施設の老朽化対策及び耐
震化対策を推進するほか、老朽化した生活・勤務用備品
の確実な更新、日用品などの所要数の確実な確保などに
取り組んでいる。

また、女性自衛官の教育・生活・勤務環境改善のため、
隊舎や艦艇・潜水艦における女性用区画を整備、演習場
などにおける女性用トイレや浴場の新設・改修などを行
うこととしている。

Ⅱ部4章3節（防衛関係費～防衛力抜本的強化「元
年」予算～）

2　家族支援への取組
平素からの取組として、部隊と隊員家族の交流や隊員

家族同士の交流などのほか、大規模災害など発生時の取
組として、隊員家族の安否確認について協力を受けるな
ど、関係部外団体などと連携した家族支援態勢の整備に

 参照

改修後改修前
生活・勤務環境の改善への取組

図表Ⅳ-2-1-5 防衛省職員の自殺者数の推移
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ついても推進している。
また、長期行動を予定する艦艇や海外に派遣される部

隊には、隊員と家族が直接連絡を取れる通信環境を整備
するとともに、部隊の海外への派遣に際しては、家族か

7 自衛隊殉職者慰霊碑は、1962年に市ヶ谷に建てられ、1998年、同地区に点在していた記念碑などを移設し、「メモリアルゾーン」として整理された。防衛
省では毎年、防衛大臣主催により、殉職隊員の御遺族をはじめ、内閣総理大臣の参列のもと、自衛隊殉職隊員追悼式を行っている。また、メモリアルゾーン
にある自衛隊殉職者慰霊碑には、殉職した隊員の氏名などを記した銘版が納められており、国防大臣などの外国要人が防衛省を訪問した際、献花が行わ
れ、殉職隊員に対して敬意と哀悼の意が表されている。このほか、自衛隊の各駐屯地及び基地において、それぞれ追悼式などを行っている。

ら派遣中の隊員に向けた慰問品の追送支援、家族に対す
る説明会の開催や相談窓口（家族支援センター）の開設、
隊員家族向けホームページの設置など、隊員家族に対す
る各種支援施策を実施している。

	 55	 人材の育成
部隊を構成する自衛官個々の能力を高めることは、部

隊の任務遂行に不可欠である。このため、各自衛隊の教
育部隊や学校などで、階級や職務に応じて必要な資質を
養うと同時に、知識・技能を修得させている。

また、整備計画に基づき、陸上自衛隊高等工科学校に
ついて陸海空自衛隊の共同化や男女共学化に取り組むと
ともに、各自衛隊などにおける統合教育の強化、各自衛
隊や防衛大学校におけるサイバー領域を含む教育・研究

の強化のほか、教育課程の共通化、先端技術の活用など
を進めることとしている。

なお、教育には、特殊な技能を持つ教官の確保、装備
品や教育施設の整備など、非常に大きな人的・時間的・
経済的努力が必要である。専門の知識・技能をさらに高
める必要がある場合や、自衛隊内で修得することが困難
な場合などには、海外を含む部外教育機関、国内企業、
研究所などに教育を委託している。

	 66	 処遇の向上及び再就職支援など

1　処遇の向上
自衛官は、厳しい環境下で任務を遂行するため、従来

より、その任務や勤務環境の特殊性などを踏まえ、処遇
の向上を図ってきた。2022年度には、ヘリコプタ―に
よる一部の輸送任務や困難な状況で救急救命処置を行う
隊員に支給する手当の支給範囲の拡大を行ったほか、長
期出張者の負担を軽減する改善策を講じた。2023年度
には、対領空侵犯措置などにかかる警戒監視業務を行う
レーダーサイト勤務隊員への手当の支給を開始する。

整備計画においては、自衛隊員の超過勤務の実態調査
などを通じ、任務や勤務環境の特殊性に加え、新たな任
務の増加も踏まえた隊員の処遇の向上を図ることとして
いる。また、諸外国の軍人の給与制度などを調査し、今
後の自衛官の給与などのあり方について検討することと
している。

なお、自衛官の勤務時間の実態調査については、2023
年4月から実施している。

そのほか隊員が高い士気と誇りを持ちながら任務を遂
行できるよう、功績の適切な顕彰をはじめ、栄典・礼遇

に関する施策を推進することとしている。

2　殉職隊員への追悼など
1950年に警察予備隊の創設以降、自衛隊員は、旺盛

な責任感をもって、危険を顧みず、わが国の平和と独立
を守る崇高な任務の完遂に努めてきた。その中で、任務
の遂行中に、不幸にしてその職に殉じた隊員は2,000人
を超えている。

防衛省・自衛隊では、殉職隊員が所属した各部隊にお
いて、殉職隊員への哀悼の意を表するため、葬送式を行
うとともに、殉職隊員の功績を永久に顕彰し、深

しん じん
甚なる

敬意と哀悼の意を捧げるため、内閣総理大臣参列のもと
行われる自衛隊殉職隊員追悼式など様々な形で追悼を
行っており、令和4年度自衛隊殉職隊員追悼式では、35
柱（陸自16柱、海自15柱、空自4柱）を顕彰している7。

3　隊員の退職と再就職のための取組
自衛隊の精強性を保つため、多くの自衛官は50代半
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ば、任期制自衛官は20～30代半ばで退職する。その多
くは、生活基盤の確保のために再就職が必要である。こ
のため、現役の自衛官が将来への不安を解消し、職務に
まい進するためにも、再就職支援は極めて重要である。

整備計画においても、自衛官の退職後の生活基盤の確
保は国の責務であるとしている。また、進路指導体制や
職業訓練機会の充実、関係機関や民間企業との連携強化
など、再就職支援の一層の充実・強化を図ることとして
いる。

退職自衛官は、職務遂行と教育訓練によって培われ
た、優れた企画力・指導力・実行力・協調性・責任感な
どのほか、職務や職業訓練などにより取得した各種の資

格・免許も保有している。このため、地方公共団体の防
災や危機管理の分野をはじめ、金融・保険・不動産業や
建設業のほか、製造業、サービス業など幅広い分野で活
躍している。

特に、地方公共団体の防災部局には、2023年3月末現
在で、46都道府県に107名、455市区町村に533名の計
640名の退職自衛官が危機管理監などとして在職してい
る。防衛省・自衛隊と地方公共団体の連携を強化するこ
とは、地方公共団体の危機管理能力の向上につながるた
め、このような再就職支援の強化にも取り組んでいる。

なお、防衛省では、地方公共団体の防災部門などへの
採用を希望する退職予定自衛官向けに「防災・危機管理

図表Ⅳ-2-1-6 再就職支援施策として行っている主な職業訓練

自衛隊は精強性を保つため、多くの自衛官は、50代半ば（若年定年制自衛官）または20代～30代半ば
（任期制自衛官）で退職することになる。

退職後の再就職の支援は、雇用主たる国（防衛省）の責務であり、将来の不安の解消や優秀な人材の確保
のためにも極めて重要であることから、再就職に有効な職業訓練などの再就職支援施策を行っている。

■ 再就職支援施策として行っている主な職業訓練（2022年度実績）

自動車運転 ●�大型自動車　●�普通自動車　●�大型特殊自動車　●�準中型自動車　●�中型自動車

施設機械等運転 ●�フォークリフト　●�ボイラー技士　●�車両系建設機械　●�クレーン運転士　●�高所作業車

電気通信技術 ●�電気工事士　●�電気主任技術者　●�特殊無線技士　●�電気通信工事担当者

危険物等取扱 ●�危険物取扱者　●�第3種冷凍機械責任者　●�高圧ガス製造保安責任者

労務等実務 ●�ドローン操縦士　●�警備員検定　●�運行管理者　●�海技士等　●�倉庫管理主任者　●�社会保険労務士

情報処理技術
●�マイクロソフトオフィススペシャリスト　●�パソコン基礎検定　●�ITパスポート　
●�基本（応用）情報技術者

社会福祉関連 ●�介護職員初任者研修　●�メンタルヘルスマネジメント　●�サービス介助士　●�福祉住環境コーディネーター

法務等実務 ●�宅地建物取引士　●�秘書検定　●�行政書士

その他
●�防災・危機管理教育　●�ファイナンシャルプランナー　●�日商簿記　●�TOEIC　●�ネイリスト　●�調理師
●�消防設備士　●�衛生管理者　●�マンション管理士　●�溶接技能者　●�自動車整備士
●�医療事務　●�介護事務　●�調剤報酬事務　●�医療保険事務

※各区分ごとの職業訓練課目名は受講者の多い順で記載している。

就職補導教育 職業適性検査 職業訓練 任期制隊員
合同企業説明会

応募・面接等
支援 再就職

■ 任期制隊員の再就職支援

職業訓練 職業紹介 応募・面接等
支援 再就職職業適性検査業務管理教育

■ 若年定年退職隊員の再就職支援
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教育」を実施している。受講者は申請により内閣府から
「地域防災マネージャー証明書」が交付される。証明書を
交付する要件は、「1尉以上ないし2尉であって1尉の実
質的な職務経験があること」とされている。

2023年3月、地域防災力の向上を目的として、防衛省
と特定非営利活動法人日本防災士機構との間で防災士の
資格取得における自衛官の特例を設けることについて申
し合わせた。

また、任期制自衛官の充足の維持・向上に加え、予備
自衛官及び即応予備自衛官の充足向上を図るため、任期
制自衛官の任期満了後に国内の大学に進学した者が、そ
の在学期間中、予備自衛官などに任官した場合、進学支
援給付金を支給することとしている。

図表Ⅳ-2-1-6（再就職支援施策として行っている主
な職業訓練）、図表Ⅳ-2-1-7（2022年度再就職支援
実績）、資料68（再就職等支援のための主な施策）、
資料69（退職自衛官の地方公共団体防災関係部局に
おける在職状況）

8 自衛隊法第65条の2、第65条の3及び第65条の4に規定

一方、自衛隊員の再就職については、公務の公正性に
対する国民からの信頼を確保するため、一般職の国家公
務員と同様に3つの規制（①他の隊員・OBの再就職依
頼・情報提供等の規制、②在職中の利害関係企業等への
求職の規制、③再就職者による依頼等（働きかけ）の規
制）8が設けられている。規制の遵守状況については、隊
員としての前歴を有しない学識経験者から構成される監
視機関において監視される。また、不正な行為には罰則
を科すことで厳格に対応することとしている。

あわせて、内閣による再就職情報の一元管理・情報公
開を的確に実施するため、自衛隊員のうち管理職隊員

（本省企画官相当職以上）であった者の再就職状況につ
いて毎年度内閣が公表することとしている。

 参照

図表Ⅳ-2-1-7 2022年度再就職支援実績

農林・水産・鉱業　1.4％公務、団体　3.2％

卸売・小売業
7.1％

建設業
7.7％

金融・保険・
不動産業
8.3％

製造業
13.9％ 運輸・通信・

電気・ガス・
水道業
17.4％

運輸・通信・
電気・ガス・

水道業
17.4％

サービス業
41.0％

任期満了
退職者に対する
再就職支援実績

再就職支援希望者数� 1,227人

就職決定者数� 1,215人

就職決定率� 99.0％

若年定年
退職者に対する
再就職支援実績

再就職支援希望者数� 4,303人

就職決定者数� 4,243人

就職決定率� 98.6％

資料：防衛省の再就職支援（援護）について
URL：https://www.mod.go.jp/j/profile/syogu/engo/index.html
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ANA中部空港株式会社　グランドサービス部
稲澤　佑哉　氏（航空機整備　空士長で任期修了）

私は航空自衛官としての任期を終了し、ANA中部
空港株式会社グランドサービス部に入社しました。当

社では、到着から出発まで
限られた時間で、安全を第
一に、高い品質と正確な業
務が求められます。「オン
タイムエアライン」とし
て、定時出発を守るために
は、上司や先輩の指示待ち
ではなく、自ら考え行動す
る必要があります。

現在は、国際空港であ
るセントレアで、一日でも

早く上司や先輩に信頼されるよう日々の業務を頑張っ
ています。今後、航空自衛隊OBとして「大空の魅力」
を伝えられるよう成長したいです。

ANA中部空港株式会社　総務部人事課長
岡本　真治　氏

当社は、中部国際空港にてANA便を中心とした航
空機の地上支援業務を行っているANAグループの会
社です。「枠を超えた空港ハンドリングで、ANAグ
ループを支えるゆるぎない存在になります。」という
経営ビジョンの元、一人ひとりが主体的に挑戦し成長
しながら、期待役割を発揮しています。

当社では過去にも退職自衛官を採用しており、それ
ぞれの部署で活躍しています。本人のこれまでの自衛
隊における経験や強みを活かし、現在はグランドサー
ビス部員として、航空機の到着から出発に関わる業務
を行っておりま
す。今後も持ち
前 の 明 る さ と
チャレンジ精神
を活かし、更な
る活躍を期待し
ております。

熊本県　知事公室危機管理防災課
危機管理防災企画監　三家本　勝志　氏

熊本県は、過去に何度も大規模な災害を経験してお
り、防災意識の高い県です。私は、自衛隊出身者とし
て、平素の訓練や体制の整備、災害発生時の人命救助
調整など、大きな
期待と緊張感を感
じながら勤務して
います。このよう
な日々において、
自衛官時代の厳し
い教育訓練や災害
派遣活動で得た知
識・技能、築いて
きた人間関係は、
大変役に立つとと
もに私の大きな支えとなっています。今後想定される
災害に備え、これまで以上に創意と工夫を凝らし、自
衛隊など関係機関と連携して県民の安全・安心のため
に力を尽くしていきたいと考えています。

熊本県知事　蒲島　郁夫　氏
本県は、平成26年度から自

衛官経験者を危機管理防災企
画監として採用しています。

「熊本地震」や「令和2年7月豪
雨」では、私とともに先頭に立
ち指揮をとるなど、本県の災害
対応に欠かせない存在です。

令和3年からは「令和2年7
月豪雨」での経験を踏まえ、三
家本企画監統制の下、全市町村が参加する実践的訓練
を実施しています。随所に自衛隊での経験と知識が活
かされた訓練は、関係機関の評価も高く、本県防災力
の強化につながっています。災害大国である我が国に
おいて、自衛官経験者は貴重な存在であり、全国の防
災力の向上のため更なる活躍を期待しています。

稲澤　佑哉　氏

岡本　真治　氏

令和3年総合防災訓練において
知事への状況報告を行う筆者（左端）

蒲島　郁夫　熊本県知事

再就職した隊員と雇用主／首長の声VOICE
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	第2節	 ハラスメントを一切許容しない組織環境の構築

1	 懲戒処分の種類には、免職、降任、停職、減給、戒告がある。これらは、違反行為の原因、動機、状況、規律違反者の地位、階級、部内外に及ぼす影響などを
総合的に考慮し、決定される。

防衛省・自衛隊に対する国民からの期待が多く寄せら
れており、防衛省・自衛隊がその実力を最大限に発揮し
て任務を遂行するためには、国民の支持と信頼を勝ち得
ることが必要不可欠である。そのためには常に規律正し
い存在であることが求められている。
防衛省・自衛隊では、高い規律を保持した隊員を育成

するため、従来から服務指導の徹底などの諸施策を実施

してきたものの、近年、ハラスメントを理由とした懲戒
処分が少なからず発生している。自衛隊が組織力を発揮
し、様々な事態にしっかりと対応していくためには、防
衛力の中核である隊員が士気高く安心して働ける環境を
構築する必要がある。特に、ハラスメントは、自衛隊員
相互の信頼関係を失墜させ組織の根幹を揺るがす、決し
てあってはならないものである。

	 11	 ハラスメント被害への対応
人事教育局服務管理官付には、隊員からの相談に対応

するホットラインを設置している。その相談件数は、
2016年度の常設当初、年間109件であったところ、
2022年度が1,397件と増加傾向にある。
特に、相談件数の8割を占めるパワー・ハラスメント

は、隊員の人格・人権を損ない、自殺事故にもつながる
行為であり、周囲の勤務環境にも影響を及ぼす大きな問
題である。パワー・ハラスメントは、隊員の認識不足や
上司と部下との間のコミュニケーション・ギャップなど
の問題に起因しており、それらの問題を解消していくた
め、①隊員の啓発・意識の向上のための集合教育・e-
ラーニング、②隊員（特に管理職）の理解促進・指導能

力向上のための教育、③相談体制の改善・強化などの施
策を行ってきた。
また、暴行、傷害及びパワー・ハラスメントなどの規
律違反の根絶を図るため、2020年3月から懲戒処分の
基準を厳罰化した。2021年度中に、ハラスメントで処
分した件数は、173件であった。なお、厳罰化以降、
2021年度までにハラスメントを事由とする懲戒処分者
数は、372人であった。この内、最も重い「免職」1が15
件（全てセクシュアル・ハラスメント）であった。
さらに、ハラスメントに関する悩みを抱えている隊員

の中には、部内の相談窓口では、相談がしにくいと感じ
ている者がいることから、弁護士が対応する相談窓口に

図表Ⅳ-2-2-1 ハラスメントを事由とする処分者数
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加え、部外の心理カウンセラーなどが休日や勤務時間外
に対応する相談窓口を設置することとしている。
しかしながら、これまで様々なハラスメント防止対策

を講じてきたにもかかわらず、相談しても十分に対応し
てもらえなかったというケースが存在した。
例えば、元陸上自衛官が訓練中や日常的にセクシュア

ル・ハラスメントを受けたとして、所属部隊において被
害を訴えたにもかかわらず、上官への報告や事実関係の
調査などが適切に実施されなかった事案である。上級部

2	 件数は、今後の調査を経て、監察結果において変更される可能性がある。

隊による調査の結果、2022年9月に性暴力を含むセク
シュアル・ハラスメント行為などが確認され、さらなる
調査を踏まえ、同年12月、関係者の懲戒処分を実施し
た。この事案は、従来行ってきた、防衛省のハラスメン
ト防止対策の効果が組織全体まで行き届いていなかった
ことの表れであり、極めて深刻で、誠に遺憾である。

図表Ⅳ-2-2-1（ハラスメントを事由とする処分者数）、
図表Ⅳ-2-2-2（防衛省ハラスメントホットライン相
談件数の推移）

	 22	 ハラスメント根絶に向けた措置に関する防衛大臣指示
2022年9月6日、浜田防衛大臣はハラスメントの根

絶に向けた措置に関する防衛大臣指示を発出し、全職員
に対し、改めてハラスメントの相談窓口・相談員を周知
徹底のうえ、相談・通報を指示すること、現在のハラス
メント相談の対応状況を緊急点検し、全ての案件に適切
に対応すること、全自衛隊を対象とした特別防衛監察の
実施、ハラスメント防止対策の抜本的見直しのための有
識者会議の設置を指示した。

防衛省ハラスメント防止対策有識者会議

	 33	 ハラスメントに関する特別防衛監察
これを受け、防衛監察本部は、特別防衛監察として、

ハラスメント被害に関する事例について、防衛省・自衛
隊の職員から申出を受け付けることとした。
2022年11月末の期限までに、1,414件2の申出があ

り、これらの申出について、防衛監察本部が申出者に対
し、ハラスメント被害の基本的な事実関係を聞き取り、

申出者の意向を踏まえつつ被害が発生した機関に通知
し、細部具体的な調査を進めている。
また、本特別防衛監察の目的を達するために本特別防
衛監察の中で事実関係を把握する必要があると認められ
る案件など一部の案件については、防衛監察本部が自ら
具体的な調査を行うとともに、各機関に通知した案件に

 参照

図表Ⅳ-2-2-2 防衛省ハラスメントホットライン相談件数の推移
（単位：件）

区分 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度
防衛省パワハラホットライン 252 519 1,010 1,706 1,217
防衛省セクハラホットライン 26 73 60 82 136
防衛省マタハラホットライン 14 8 7 23 44

各機関等相談窓口 333 474 391 500 725
合　計 625 1,074 1,468 2,311 2,122
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ついても、防衛監察本部が調査の進捗状況などをフォ
ローアップしている。

	 44	 ハラスメント防止対策の抜本的見直し
前述の防衛大臣指示に基づき、防衛省・自衛隊のハラ

スメント防止対策を白紙的かつ抜本的に見直すととも
に、内部の意識改革を行い、ハラスメントを一切許容し
ない組織環境の構築に取り組むため、2022年11月1日、
防衛省ハラスメント防止対策有識者会議を設置し、第1
回を同年12月15日に、第2回を2023年2月6日に開催

した。同会議からの新たなハラスメント防止対策に関す
る提言を受け、新たな対策を確立し、全ての自衛隊員に
徹底させる。また、時代に即した対策が講じられるよう
不断の見直しを行い、ハラスメントを一切許容しない組
織環境を構築していく。

防衛省ハラスメント防止対策有識者会議委員
医療法人社団　円遊会
理事長　精神科医・産業医　関谷　純平
令和2年度に公表された厚労省の「職場のハラスメ

ントに関する実態調査」によると、過去3年間にハラ
スメントを一度以上経験した労働者の割合はパワハラ
で31.4%、セクハラで10.2%との報告がなされてお
り、実に労働者の約3人に1人がパワハラを、約10人
に1人がセクハラを受けたと言う調査結果が出ていま
す。このように高頻度で発生するハラスメントですが、
その影響は被害者に自信低下・罪悪感・無価値感など
の心理的苦痛、睡眠障害・集中困難・抑うつ気分など
の心身不調として現れ、更にはうつ病や虚血性心疾患
の発症リスクを高める等の報告がなされています。ま
た注意すべきは、ハラスメント目撃者についても健
康・意欲・幸福感に悪影響が見られることがわかって
おり、それが組織全体の欠勤率・離職率の増加、また
組織の劣化や生産性低下を生み、深刻なダメージを組
織そのものに与えることも明らかになっています。防

衛省・自衛隊は国防と言う国家存立にとって最も基本
的な、また重要な役割を担う組織であります。その組
織が常に最大限の能力を発揮できるように、ハラスメ
ントを起こさない・起こさせない・許容しないという
風土を、これからも不断の努力で組織内に醸成してい
くことが大切であると考えます。

筆者（執務室にて）

医学的見地からのハラスメント問題VOICE

資料：ハラスメント防止の推進
URL：https://www.mod.go.jp/j/profile/harassment/index.html
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	第3節	 ワークライフバランス・女性の活躍のさらなる推進
わが国は戦後最も厳しく複雑な安全保障環境の中にあ

り、防衛省・自衛隊の対応が求められる事態が増加する
とともに長期化しつつある。一方、人口減少と少子高齢
化が急速に進展しており、防衛力の中核である自衛隊員
を確保することがこれまで以上に重要となる中、社会構
造の大きな変化により各種任務を担う防衛省の職員は、
男女ともに、育児・介護などの事情のため時間や移動に
制約のある者が増加することが想定される。
このような厳しい状況の中で、各種事態に持続的に対

応できる態勢を確保するためには、職員が心身ともに健
全な状態で、高い士気を保って、その能力を十分に発揮
しうるような環境を整えることが必要である。
このため、防衛省・自衛隊は、安保戦略などに基づき、

ワークライフバランスや女性職員の活躍を推進していく。
具体的には、ワークライフバランスと女性職員の採
用・登用のさらなる拡大を一体的に推進するため、
2015年に「防衛省における女性職員活躍とワークライ
フバランス推進のための取組計画」（以下「取組計画」と
いう。）を策定し、2021年にはワークライフバランス推
進及び女性の活躍推進の改革を柱とする新たな取組計画
を策定した。2023年3月には①テレワークの推進、②
ペーパーレス化の推進、③勤務時間管理の徹底、④男性
育休の取得促進、⑤あらゆる職員が働きやすい職場環境
の確立を重点的に進める旨の改定を行い、取組を一層推
進している。

	 11	 ワークライフバランス推進のための働き方改革

1　価値観・意識の改革
働き方改革にあたっては、特に管理職員などの働き方

に対する価値観や意識の改革を行う必要がある。防衛
省・自衛隊においては、働き方改革やワークライフバラ
ンスに関する意識啓発のため、トップからのメッセージ
の発出、セミナーや講演会などを実施している。また、
育児や介護などで時間や移動に制約がある隊員が増えて
いく中、全ての隊員が能力を十分に発揮して活躍できる
よう、ワークライフバランス確保のため、長時間労働の
是正や休暇の取得の促進などに努めている。
さらに、管理職のマネジメント能力の向上に向けた

「マネジメント改革」のための取組も実施している。

2　職場における働き方改革
ワークライフバランス推進に向けた取組は、職場の実

情に合わせ、職員が自ら職場環境の改善策を考えること
が実効性のある取組や風土作りにつながる。そのような

考えから、「防衛省における働き方改革推進のための取
組コンテスト」を実施し、特に優れた取組について表彰
を行うとともに、防衛省内に紹介し、ほかの職員の働き
方改革の一助としている。

3　働く時間と場所の柔軟化
業務の繁閑の事情や個人の抱える時間制約などの事情
を踏まえ、防衛省・自衛隊においては、早出遅出勤務や
フレックスタイム制を導入し、柔軟に勤務時間を選択で
きるようにしてきた。2023年4月には、フレックスタイ
ム制におけるコアタイムの短縮など、さらなる柔軟化を
行った。
また、現在では一部の職員のテレワーク勤務が可能と
なっているが、引き続き端末の整備とともに資料の電子
化などを含めたデジタル化を推進し、テレワークの実施
環境を整備している。

資料：両立支援ハンドブック
URL：https://www.mod.go.jp/j/profile/worklife/book/handbook_2023.pdf
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4　勤務時間管理の徹底
勤務時間管理のシステム化や超過勤務の実態調査など

を通じ、隊員の心身の健康と福祉に害を及ぼすおそれが
ある、長時間労働の是正を推進している。

5　育児・介護をしながら活躍できる
ための環境整備

防衛省・自衛隊においては、任期付の職員を採用し、
育児休業などを取得する職員のための代替要員を確保す
るなど、職員が育児・介護などと仕事を両立するための
様々な制度を整備している。特に男性職員の家庭生活へ
の参画を推進するため、男性職員の育児休業などの取得
促進に取り組んでおり、子どもが生まれた全ての男性職
員が1ヶ月以上を目途に育児に伴う休暇・休業を取得で
きることを目指している。

また、育児や介護に関する制度の説明、ロールモデル
の紹介、管理職員や人事担当部局がきめ細かく職員の育
児にかかる状況を把握するため「育児シート」を作成す
るなどの取組により、職業生活と家庭生活を両立しやす
い環境整備を進めている。なお、育児・介護により中途
退職した自衛官を再度採用できる制度も整備されてい
る。

6　保育の場の確保
自衛隊員がこどもの保育などに不安を抱くことなく、任
務に専念できる環境を整えておくことは、自衛隊の常時即
応態勢を維持する上で重要である。防衛省・自衛隊にお
いては、全国8か所の駐屯地などに庁内託児施設を整備し
てきた。また、災害派遣などの迅速な対応を求められる場
面において、自衛隊の駐屯地などで隊員のこどもを一時
的に預かる緊急登庁支援の施策を推進している。

	 22	 女性の活躍推進のための改革
防衛省・自衛隊は、女性職員の採用・登用のさらなる

拡大を図るため、取組計画において女性職員の採用・登
用について具体的な目標を定めるなど、意欲と能力のあ
る女性職員の活躍を推進するための様々な取組を行って
きている。

1　女性自衛官の活躍推進に取り組む
意義と人事管理の方針

自衛隊の任務が多様化・複雑化する中、自衛官には、
これまで以上に高い知識・判断力・技術を備えた多面的
な能力が求められるようになっている。また、少子化・
高学歴化の進展などによる厳しい募集環境のもと、育児
や介護などで時間や場所に制約のある隊員が大幅に増加
することが想定される。
こうした環境の変化を踏まえれば、自衛隊としても、

従来の均質性を重視した人的組成から多様な人材を柔軟
に包摂できる組織へと進化することが求められている。

自衛隊において、現時点で必ずしも十分に活用できて
いない最大の人材源は、採用対象人口の半分を占める女
性である。女性自衛官の活躍を推進することは、①有用
な人材の確保、②多様な視点の活用、③わが国の価値観

動画：航空自衛隊女性自衛官の活躍
URL：https://www.youtube.com/watch?v=CzUcZlTk_bs

戦闘機パイロットの女性自衛官
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の反映、といった重要な意義がある。このため、防衛省・
自衛隊として、意欲と能力、適性のある女性があらゆる
分野にチャレンジする道を拓き、女性自衛官比率の倍増
を目指している。
なお、女性自衛官の採用・登用に際しては、機会均等

のさらなる徹底を図るとともに、本人の意欲と能力・適
性に基づく適材適所の配置に努めることを、人事管理の
方針としている。

2　女性自衛官の配置制限の解除
防衛省・自衛隊においては、「母性の保護」の観点から

女性が配置できない部隊（陸自の特殊武器（化学）防護
隊の一部及び坑道中隊）を除き、配置制限が全面的に解
除されている。
これにより、戦闘機操縦者、空挺隊員、潜水艦の乗員

などへの配置が進められている。

3　女性職員の採用・登用の拡大
取組計画では、女性職員の採用・登用の数値目標を設

定し、計画的な採用と登用の拡大を図ることとしている。

（1）女性自衛官
女性自衛官は、2023年3月末現在、約2.0万人（全自

衛官の約8.7%）であり、10年前（2013年3月末時点で
全自衛官の約5.5％）と比較すると、3.2ポイント増と
なっており、その比率は近年増加傾向にある。
女性自衛官の採用については、自衛官採用者に占める
女性の割合を令和3（2021）年度以降17％以上とし、令
和12（2030）年度までに全自衛官に占める女性の割合
を12％以上とすることとした。また、女性自衛官の採用
数の増加に合わせて、これにかかる教育・生活・勤務環
境の基盤整備を推進する。
また、登用については、令和7（2025）年度末までに
佐官以上に占める女性の割合を5％以上とすることを目
指すこととしている。

潜水艦乗員の女性自衛官

図表Ⅳ-2-3-1 女性自衛官の在職者推移

陸自の
一般職域に
採用開始

防医大学生に
採用開始

防大学生に
採用開始

海自・空自の
航空学生に
採用開始

女性自衛官人数（海）
女性自衛官人数（空）

女性自衛官人数（陸）

女性自衛官／自衛官総数（％）

(注)　2023年3月末現在女性自衛官は19,866名（全自衛官現員の約8.7％）

海自・空自の
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図表Ⅳ-2-3-1（女性自衛官の在職者推移）

（2）女性事務官、技官、教官など
女性事務官、技官、教官などは、2023年3月末現在、

約5,400人（全事務官などの約26.9%）であり、10年前
（2013年3月末時点で全事務官などの約23.5％）と比較
すると、3.4ポイント増となっており、その比率は近年
増加傾向にある。

採用については、令和3（2021）年度以降、政府目標
と同様に、採用者に占める女性の割合を35％以上とす
ることを目標としている。また、登用については、令和7
（2025）年度末までに、本省係長相当職に占める女性の
割合を35％、地方機関課長・本省課長補佐相当職に占
める女性の割合を10％、本省課室長相当職に占める女
性の割合を6％、指定職相当に占める女性の割合を5%
とすることを目標としている。

 参照

動画：自分の時間も大切に働く女性海上自衛官
URL：https://www.youtube.com/watch?v=tsk6VAV6LP4

動画：夢を守る女性陸上自衛官の活躍
URL：https://youtu.be/-bcA9G417vU
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	第4節	 衛生機能の変革

1	 准看護師（保健師助産師看護師法（昭和23年法律第203号）第6条に規定する准看護師をいう。）の免許を有し、かつ、救急救命士（救急救命士法（平成3
年法律第36号）第2条第2項に規定する救急救命士をいう。）の免許を有する隊員のうち、緊急救命行為に関する訓令（平成28年防衛省訓令第60号）第4
条に規定する協議会が認定した訓練課程を修了した者をいう。

2	 手術に必要な4機能をシェルター化し、大型トラックに搭載（手術車、手術準備車、滅菌車、補給車）した動く手術室。開胸、開腹、開頭術など救命のための
手術が可能

3	 損傷した内臓に対するガーゼ圧迫留置、縫合などによる止血と腸管内容物による汚染を防止するための応急的な手術であり、患者の状態を後送に耐え得る
レベルまで安定化させることを目的としている。

4	 負傷により気道閉塞や緊張性気胸の症状などとなった者に対する救護処置や、痛みを緩和するための鎮痛剤の投与などの処置

防衛戦略においては、これまで自衛隊員の壮健性の維
持を重視してきた自衛隊衛生は、持続性・強靱性の観点
から、有事において危険を顧みずに任務を遂行する隊員
の生命・身体を救う組織に変革することとしている。

加えて、自衛隊の任務が多様化・国際化する中で、災
害派遣や国際平和協力活動における衛生支援や医療分野

における能力構築支援など様々な衛生活動のニーズに的
確に応えていくことが重要である。

このため、防衛省・自衛隊としては、各種事態への対
処や国内外における多様な任務を適切に遂行できるよう
衛生に関する機能の充実・強化を図っている。

	 11	 シームレスな医療・後送態勢の確立
第一線で負傷した隊員の救命率を向上させるため、応

急的な措置を講じる第一線救護、後送間救護、後送先と
なる病院それぞれの機能を強化していく必要がある。

図表Ⅳ-2-4-1（シームレスな医療・後送態勢のイメー
ジ）

1　各種事態における衛生機能の強化
第一線において負傷した隊員に対しては、「第一線救

護衛生員1」が救急救命処置を行うとともに、野外手術シ
ステム2などを備えた医療拠点において、ダメージコン

トロール手術（D
Damage Control Surgery

CS）3を行う。さらに最終後送先である
自衛隊病院などに安全かつ迅速に後送し、根治治療を行
うこととしている。

このため、陸自・海自においては准看護師かつ救急救
命士の免許を有する隊員が、任務遂行中に負傷した隊員
に対し、負傷した現場付近において緊急救命行為4を実
施できるようにするため、教育・訓練を実施し、第一線
救護衛生員としての指定・部隊配置を進めてきた。
2022年度は新たに空自での養成が開始され、さらなる
第一線救護能力の向上に取り組んでいる。

また、艦艇又は航空機上での戦傷医療など、各自衛隊

 参照

図表Ⅳ-2-4-1 シームレスな医療・後送態勢のイメージ

師旅団収容所

福岡病院

那覇病院

護衛艦等

空自部隊

野外病院

海自部隊

陸自部隊
統合による患者後送

艦艇医務室

航空救難

連隊等収容所第一線救護

中央病院

横須賀病院

入間病院

熊本病院

防衛医大病院

患者基本情報 医療情報システム情報共有
受
傷
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の部隊や装備の特性に応じた教育訓練の充実を図るとと
もに、航空医療搬送訓練装置の整備、救急処置能力向上
教材の整備などを推進している。また、戦傷医療教育に
必要な各自衛隊共通の衛生訓練基盤の整備を推進するこ
ととしている。

これらに加え、新たに自衛隊において血液製剤を自律
的に確保・備蓄する態勢の構築についても取り組んでい

く。戦傷医療における死亡の多くは爆傷、銃創などによ
る失血死であり、これを防ぐためには輸血に使用する血
液製剤の確保が極めて重要である。このため、まずは、
令和5（2023）年度予算において、関連する機材などを
自衛隊中央病院に設置し、必要な検討を進めていく予定
である。

2　自衛隊病院の機能強化・医療拠点
の整備

自衛隊病院には、各種事態において、活動地域から後
送された隊員などを収容・治療する病院としての役割が
ある。また、平素においては、隊員やその家族などの診
療を行う病院としての役割を果たしている。このほか、
医療従事者の技量の維持・向上及び養成のための教育機
関としての役割も有している。

南西地域においては、多数の離島を抱える地理的特性
から、医療拠点である那覇病院などの機能強化が必要で
ある。

	 22	 衛生隊員の確保・育成
防衛省・自衛隊では、防衛医科大学校を中心とした卒

後の臨床教育の充実や、医官の診療機会を確保するため
の各種取組の促進、感染症や救急医療をはじめとした専
門的な知識・能力の取得・向上などにより、医官の確
保・育成を図りつつ、医療技術の練度を維持・向上させ
ている。

また、看護官についても、医官と同様、部内外病院な

どにおける実習など、知識・技術を維持・向上するため
の施策を講じている。

さらに、国際平和協力活動、大規模災害などを含む多
様な任務や特殊な環境での任務を遂行するため、衛生科
隊員及び診療放射線技師、臨床検査技師や救急救命士な
どの医療従事者を自衛隊の病院や学校などにおいて教
育・養成している。

	 33	 防衛医科大学校の機能強化
防衛医科大学校は、医師である幹部自衛官（医官）、保

健師及び看護師である幹部自衛官（看護官）や技官を養
成する防衛省・自衛隊の唯一の機関であり、主たる医療
従事者を育成・輩出し、その技能を維持・向上させる役
割を担っている。

整備計画では、防衛医科大学校は、戦傷医療対処能力

向上をはじめとした教育研究の強化を進めることとして
いる。具体的には、医官・看護官に対する外傷外科治療
などの教育強化や、外傷・熱傷医療分野、感染症対策、
メンタルヘルスなどの自衛隊衛生の高度化に必要な防衛
医学研究を推進することとしている。

特に、人工血小板の研究は、実用化できれば戦傷医療

沖縄における医療拠点の開設・運営に関する訓練

動画：防衛医科大学校紹介動画　笑顔のチカラに。
URL：https://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/about/recruit/boeiidai-igaku.html
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において有用なものとなる可能性がある。
さらに、自衛隊病院では対応困難な重症隊員を受け入

れる役割を果たすため、防衛医科大学校病院における高
度な先進医療を提供できる態勢を構築することとしてい

5	 第一種感染症指定医療機関とは、一類感染症、二類感染症又は新型インフルエンザ等感染症の患者の入院を担当させる医療機関として都道府県知事が指定
した病院をいう。（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律（平成10年法律第114号）第6条）

6	 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ病、ラッサ熱（感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する
法律（平成10年法律第114号）第6条）

る。
これらの戦傷医療対処にあたる医官などにとって臨床

の現場となる防衛医科大学校病院の運営の抜本的改革を
図ることとしている。

	 44	 国際協力に必要な態勢の整備
防衛省・自衛隊は、これまで、国連三角パートナー

シップ・プログラム（U
United Nations Triangular Partnership Programme

NTPP）の枠組みにおける国連
野外衛生救護補助員コースへの教官派遣（U

United Nations Field Medical Assistant Course
NFMAC）、

国際緊急援助活動として海外被災地での医療提供などに
参加しているほか、インド太平洋地域を中心とする国々
に対し、潜水医学、航空医学、災害医療など医療分野で
の能力構築支援や共同訓練を積極的に行っている。

また、感染症対応について、海外での活動に資する人
材の育成や、感染症患者搬送用の機材整備、既知の感染
症の中で最も危険性が高いとされる一類感染症の罹患患

者に対する診療を行うため、部隊、防衛医科大学校病院
及び自衛隊中央病院に所要の施設器材の整備を行うな
ど、能力の向上を図っている。

そのほか、海外での医療活動を行ううえで有効な移動
式医療システムの更新、国際機関や米国防省などの衛生
関係部局への要員派遣など、様々な国際協力に必要な態
勢の整備を推進している。

Ⅲ部3章1節5項（能力構築支援への積極的かつ戦
略的な取組）

	 55	 新型コロナウイルス感染症対応
新型コロナウイルス感染症の感染拡大を受けた防衛

省・自衛隊の取組として、自衛隊病院や防衛医科大学校
病院においては、2020年2月1日から新型コロナウイ
ルス感染症患者を受け入れている。これまでに自衛隊中
央病院のほか札幌、大湊、三沢、仙台、舞鶴、入間、横須
賀、富士、阪神、呉、福岡、佐世保、熊本、別府、那覇の各
自衛隊地区病院及び防衛医科大学校病院において、
4,821名の新型コロナウイルス感染症患者を受け入れた

（2023年3月31日17時時点）。特に自衛隊中央病院及
び防衛医科大学校病院は、各々東京都、埼玉県から第一
種感染症指定医療機関5（厚生労働大臣の定める基準に適
合し、一類感染症6に対応できる陰圧室などを兼ね備え
た病床を各々2床保有）の指定を受けており、患者数の
増加に対応し患者の受入れを一般病床まで拡大した。

また、新型コロナウイルス感染症のワクチン接種を加
速するため、自衛隊は、2021年5月～11月、東京及び大
阪において自衛隊大規模接種センターを設置・運営し、

延べ196万回接種した。オミクロン株の流行拡大に際し
ては、2022年1月に東京、同年2月には大阪に大規模接
種会場を設置し、それぞれ2023年3月に運営を終了し
た。この間、延べ52万回のワクチン接種を実施した。

新型コロナウイルス感染症対応では、平素の訓練の経
験が活かされた。自衛隊中央病院及び防衛医科大学校病
院は、感染症対応にかかる訓練を定期的に実施してお
り、一類感染症感染者が発生した際の患者受入や関係機
関との連携要領の確立を図っている。

また、自衛隊中央病院では2022年7月、各種事態対
処能力の向上及び関係部外医療機関との連携強化を目的
とし、首都直下地震を想定した大量傷者受入訓練を実施
した。陸上総隊、陸自東部方面隊や陸自衛生学校のほか、
日本DMAT、東京消防庁などの参加を得て、関係機関と
の連携強化や災害拠点病院に準じた医療機関としての能
力向上を図っている。

 参照
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	第5節	 政策立案機能の強化
防衛戦略では、自衛隊が能力を十分に発揮し、厳しい

戦略環境に対応するためには、宇宙・サイバー・電磁波
の領域を含め、戦略的・機動的な防衛政策の企画立案が
必要とされており、その機能を抜本的に強化していくと
している。また、関係省庁や民間の研究機関、防衛産業

を中心とした企業との連携を強化するとともに、防衛研
究所を中心とする防衛省・自衛隊の研究体制を見直し・
強化し、知的基盤としての機能を強化することとしてい
る。

	 11	 政策立案機能の強化に向けた取組
防衛戦略を踏まえ、戦略的・機動的な防衛政策の企画

立案を行う機能を抜本的に強化する必要があることか
ら、有識者から政策的な助言を得るための会議体を設置
することとしている。
また、自衛隊の将来の戦い方とそのために必要な先端

技術の活用・育成・装備化について、関係省庁や民間の
研究機関、防衛産業を中核とした企業との連携を強化し
つつ、戦略的な観点から総合的に検討・推進する態勢を
強化することとしている。
これに加え、防衛省の研究・教育機関においては、平

素から研究の質をより高め、その成果をわが国の政策立
案への反映に取り組んでいる。そうした研究成果を含め、
わが国の安全保障政策に関する知識や情報について、国

民の理解をより一層増進することが重要になっている。
このため、防衛省・自衛隊の防衛研究所や各種学校など
においては、
①　国内外の研究・教育機関や大学、シンクタンクなど
とのネットワーク及び組織的な連携を通じた、防衛
省・自衛隊の研究体制の強化

②　高度な専門知識と研究力に裏付けされた質の高い研
究成果の政策立案部門などへの提供

③　前述の研究成果などを基にした信頼性の高い情報発
信

④　教育機関などへの講師派遣や公開シンポジウムの開
催などを通じた、安全保障教育の推進への寄与

など、知的基盤の強化に関する各種取組を進めている。

	 22	 防衛研究所における取組
防衛研究所は、国立の安全保障に関する学術研究・教

育機関という特色を活かし、主に安全保障及び戦史に関
し政策指向の調査研究を行っている。また、自衛隊の高
級幹部などの育成のための国防大学レベルの教育機関と
しての機能を果たしている。加えて、公文書管理法に基
づく歴史資料等保有施設として、多数の戦史史料の管理
及び公開を行っており、わが国最大の戦史研究センター
としての役割も担っている。
さらに、国際交流も重視しており、各国との信頼関係

の増進による安全保障への貢献と調査研究及び教育の質
的向上を主目的に、諸外国の国防大学・安全保障研究機
関などとの研究交流などを行っている。防衛研究所創立
70周年を迎えた2022年は、米中露を主体とした大国間
競争の様相をテーマとして「安全保障国際シンポジウム」
を開催したほか、戦争と情報をテーマとして「戦争史研

究国際フォーラム」を開催するとともに、政策シミュ
レーション国際会議「コネクションズ・ジャパン」を初
めて開催した。この会議は、将来の情勢見積りや政策の

防衛研究所主催の国際会議「コネクションズ・ジャパン2022」
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企画立案に際してのテスト手段などとして世界的に活用
されている「政策シミュレーション」について、最先端
の知見や国内外の取組を共有する機会として開催したも
のであり、今後も政策課題への対応や知的基盤強化に資
するよう引き続き開催していくこととしている。
加えて、主な研究成果をホームページ上で公開すると

1	 グローバルセキュリティセンターは、先端学術推進機構に設置された部署であり、グローバルセキュリティにかかる研究又は共同研究（防衛装備庁などと
共同して行う研究をいう。）の企画、立案及び実施やグローバルセキュリティにかかる研究成果の部外発信に関する事務を担っている。

2	 陸自教育訓練研究本部は『陸上防衛』、海自幹部学校は『海幹校戦略研究』及び空自幹部学校は『エア・アンド・スペースパワー研究』などを公開している。

ともに、これまで毎年刊行してきた『中国安全保障レ
ポート』や『安全保障戦略研究』を含む、各種刊行物を発
行するなど、積極的に情報発信を行っている。このほか、
防衛研究所の研究者は研究成果の一端を著書や論文、論
考として多数発表しており、それらの中には優れた研究
業績に与えられる賞を受賞したものもある。

	 33	 その他の機関における取組
防衛大学校は、自衛隊の幹部となるべき者の教育訓練

及び自衛官などに対するより高度な教育訓練とともに、
これらに必要な研究を行う役割を担っている。
かかる役割のもと、防衛大学校では、一般学術研究や

防衛政策に関連する研究を多数実施し、高度な研究水準
を保持している。2022年度からは従来以上にデュアル・
ユース技術を意識した防衛関連の基礎研究などを実施
し、その研究成果を省内の他機関（防衛装備庁など）に
フィードバックしている。
また、防衛大学校の研究成果については、グローバル

セキュリティセンター1が扱うテーマを中心に、防衛大
学校が主催するセミナーやコロキアムでの発表、『セミ
ナー叢書』や『研究叢書』といったオンライン媒体の発

行などを通じ、広く部外に発信している。
自衛隊の幹部学校などにおいては、定期的に安全保障
に関する各種のセミナーやシンポジウムを開催し、産
（企業）・官（政府及び地方公共団体）・学（大学など）か
らの研究員などの参加を得て、様々な視点からの討議や
意見交換を通じ、将来のわが国の安全保障などに関する
調査研究の資としている。
また、客員研究員の受入れや、国内外の教育機関、研
究機関などとの交流などにより、調査研究に必要な知見
及び情報を得て、教育・研究の質の維持向上に努めてい
る。また、主な研究成果をホームページ上で公開してい
るほか、各種刊行物を発行するなど、積極的に情報発信2

を行っている。

資料：防衛研究所が発信する出版物
URL：http://www.nids.mod.go.jp/publication/
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	第1節	 訓練・演習に関する取組
自衛隊がわが国防衛の任務を果たすためには、平素か

ら各隊員及び各部隊が常に高い練度を維持し、向上させ
ることが必須となる。

防衛省・自衛隊は、様々なハイレベルの共同訓練・演
習を積極的に実施し、抑止力・対処力のさらなる向上に
努めている。

また、自国の平和を維持するためには、抑止力・対処
力を強化しつつ、自国を取り巻く安全保障環境の安定化
が不可欠である。そのため、防衛省・自衛隊は、「自由で

開かれたインド太平洋」というビジョンに向けた取組と
して、広くインド太平洋地域において同盟国・同志国な
どとの共同訓練を積極的に推進しており、わが国の安全
保障と密接な関係を有するインド太平洋地域における
パートナーシップを強化するとともに、一国のみでは対
応が困難なグローバルな安全保障上の課題や不安定要因
の対応に向けた連携強化に努めている。

図表Ⅳ-3-1-1（わが国独自及び日米同盟を基軸とし
た主要訓練）

 参照

図表Ⅳ-3-1-1 わが国独自及び日米同盟を基軸とした主要訓練

東シナ海

パシフィック・ヴァンガード22

陸・海自が参加した
日米豪韓加共同訓練

マラバール2022

日米共同弾道ミサイル対処訓練

徳之島で初の日米共同による上陸訓練

北朝鮮による度重なる弾道ミサイル発射などへの対応

日米共同統合演習
（キーン・ソード23）

日米豪の艦艇による共同訓練

日米韓共同訓練

レゾリュート・ドラゴン22

島嶼作戦における米海兵隊との連携

オリエント・シールド22

米陸軍との共同対艦戦闘

日米共同方面隊指揮所演習

日米共同の指揮幕僚活動

ピッチ・ブラック22

各国との各種戦術訓練 豪空軍演習における共同訓練

自衛隊統合演習

陸上総隊司令部での作戦会議

日本海

訓練・演習に関する諸施策第3章
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1　わが国自身による各種事態への対
処力強化に資する訓練

（1）自衛隊の統合訓練
平素から陸・海・空自衛隊の統合運用について訓練を

積み重ねることにより、自衛隊の抑止力・対処力がシー
ムレスに遺憾なく発揮されるように準備しておくことが
重要である。

このため、自衛隊は、1979年以来、統合運用を演練す
る自衛隊統合演習（実動演習）及び自衛隊統合演習（指
揮所演習）をおおむね毎年交互に実施している。

また、大規模災害など各種の災害にも迅速かつ的確に
対応するため、各種の防災訓練を実施しているほか、国
や地方公共団体などが行う防災訓練にも積極的に参加
し、各省庁や地方公共団体などの関係機関との連携強化
を図っている。

さらに、海外における緊急事態においては、在外邦人
などを速やかに輸送又は保護措置を実施できるよう、自
衛隊は、平素から訓練を実施してきている。
【令和4年度自衛隊統合演習（J

Joint Exercise
X）】

2023年1～2月、自衛隊は令和4年度自衛隊統合演習
（指揮所演習）を実施した。グレーゾーンから武力攻撃事
態にいたる一連の状況を想定し、宇宙・サイバー・電磁
波を含めた様々な領域において、武力攻撃に対処するた
めの訓練を総合的に実施した。新たな安保戦略などが策
定され、防衛力の抜本的強化がこれから行われるという
中での初めての大規模な演習であり、その防衛力の抜本
的強化に資する教訓などを得ることができた。
【自衛隊統合防災演習（J

Joint Exercise for Rescue
XR）】

自衛隊は、大規模震災が発生した場合における自衛隊
の指揮幕僚活動、主要部隊間の連携要領、防災関係機関
や在日米軍などとの連携に関する防災訓練を行うこと
で、災害対処能力の維持・向上を図っている。本訓練で
は、南海トラフ地震が発生したことを想定し、自衛隊の
対処計画の検証を行った。
【離島統合防災訓練（R

Remote Island Disaster Relief Exercise
IDEX）及び日米共同統合

防災訓練（T
Tomodachi Rescue Exercise

REX）】
離島における突発的な大規模災害への対処について実

動及び机上検討により訓練し、自衛隊の離島災害対処能
力の維持・向上及び米軍・関係防災機関などとの連携の
強化を図った。今回初めて、陸自V-22オスプレイを使用
した東京都神津島への部隊等投入訓練や、人員捜索犬の

資格を保有する警備犬による救出救助訓練を実施した。
【大規模地震時医療活動訓練】

内閣府が主催する大規模地震時医療活動訓練に参加
し、災害派遣時の各種行動及び防災関係機関との連携要
領を演練し、災害対処能力の維持・向上を図った。
【在外邦人等輸送訓練】

2023年2月、在外邦人等輸送にかかる統合運用能力
の向上及び関係機関との連携強化を図る目的で在外邦人
等輸送訓練を実施した。本訓練では、アフガニスタンに
おける在外邦人等輸送任務における経験を踏まえ、本邦
での派遣準備から国外目的地への展開に至る一連の活動
などについて、関係機関との連携のもと、実際に人員と
装備品を使用して行った。
【統合展開・行動訓練（中東アフリカ地域）（F

Furnace Darter
D）】

2022年12月、派遣統合任務部隊の部隊展開後から在
外邦人の警護輸送までの行動について主に演練するとと
もに、自衛隊と関係機関、米軍などとの連携の強化を図
ることを目的として統合展開・行動訓練を実施した。本
訓練では、中東・アフリカ地域の実環境下で訓練を実施
しており、ジブチに所在する国外の活動拠点を活用し、
国外展開後の部隊の行動に焦点を当てている。

（2）各自衛隊の訓練
統合による防衛力が十分に発揮される大前提は、各自

衛隊の高い練度である。そのため、各自衛隊においては、
隊員個々の訓練と、部隊の組織的な訓練を継続的に実施
し、それが、精強な自衛隊の基礎となっている。
ア　陸上自衛隊

陸自は、機動師団・旅団が全国に展開する機動展開訓

ヨルダンにおける在外邦人等保護措置にかかる訓練の状況

463 令和5年版 防衛白書

第1節 訓練・演習に関する取組

第
3
章

訓
練
・
演
習
に
関
す
る
諸
施
策

第
Ⅳ
部

防衛2023_4-3-01.indd   463防衛2023_4-3-01.indd   463 2023/06/23   10:08:182023/06/23   10:08:18



練や方面隊規模での実動演習を実施し、各種事態などへ
の対処能力の向上を図っている。

また、国内外における米空軍機などからの空挺降下訓
練、水陸両用作戦にかかる訓練、中SAM/SSM部隊の実
射訓練などを実施し、統合・共同による領域横断作戦に
必要な各種戦術技量の向上を図っている。
イ　海上自衛隊

海自は、要員の交代や艦艇の検査、修理の時期を見込
んだ一定期間を周期として、これを数期に分け、段階的
に練度を向上させる訓練方式をとっている。この方式の
もと艦艇相互、艦艇と航空機の間で連携した訓練、さら
には全国の部隊が実動する海上自衛隊演習（実動演習）
を実施し、即応能力の向上を図っている。また、国内に
おける機雷戦訓練や米海軍の協力を得て良好な米国の訓
練基盤を活用した派遣訓練を実施し、各種戦術技量の向
上を図っている。
ウ　航空自衛隊

空自は、戦闘機、レーダー、地対空誘導弾などの先端技
術の装備を駆使するため、個人の専門的な知識技能を段
階的に引き上げることを重視している。また、戦闘機部隊、
航空警戒管制部隊、地対空誘導弾部隊などの部隊ごと又
は部隊間の連携要領の訓練、さらに航空輸送部隊や航空
救難部隊などを加えた総合的な訓練も実施している。

例えば、空自は、全国の部隊が実動する航空総隊総合
訓練（実動訓練）、PAC-3機動展開訓練、国外運航訓練
などを実施し、機動展開能力、即応能力の向上を図って

いる。また、米国におけるペトリオットの実射訓練や米
国高等空輸戦術訓練センターを活用した訓練により任務
遂行能力の向上を図っている。

2　日米同盟の強化に資する訓練
日米同盟はわが国の安全保障にとって不可欠であり、

その抑止力・対処力の強化にあたり、日米共同訓練は重
要な役割を果たしている。自衛隊は、各軍種間の共同訓
練や日米共同統合演習（実動演習及び指揮所演習）を着
実に積み重ねており、自衛隊の戦術技量の向上や米軍と
の連携の強化などを図るとともに、地域の平和と安定に
向けた日米の一致した意思や能力を示してきた。

資料：自衛隊の部隊訓練について
URL：https://www.mod.go.jp/j/approach/defense/training/index.html

資料：統合演習・訓練
URL：https://www.mod.go.jp/js/activity/training.html

資料：進化する日米共同訓練
URL：https://www.mod.go.jp/gsdf/about/japan-us/index.html

動画：令和4年度遠洋練習航海
URL：https://www.youtube.com/watch?v=b15m4ougkII

北海道訓練センター実動対抗演習
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（1）統合による日米共同訓練
自衛隊は、1986年以来、武力攻撃事態などにおける

自衛隊の運用要領及び日米共同対処要領を演練し、自衛
隊の即応性と日米の相互運用性の向上を図るため、日米
共同統合演習（キーン・ソード（実動演習）、キーン・
エッジ（指揮所演習））を実施している。2022年度は、
令和4年度日米共同統合演習（実動演習）「キーン・ソー
ド23」を実施し、グレーゾーンから武力攻撃事態などに
おける自衛隊の運用要領及び日米共同対処要領を実動に

より演練した。2022年度最大規模となる本演習には、
自衛隊約2万6千人、米軍約1万人が参加した。また、一
部の訓練には、米軍指揮下として豪軍、カナダ軍及び英
軍が参加し、連携要領について演練した。このほか、日
米共同による弾道ミサイルへの対処などの訓練を実施
し、自衛隊の統合運用能力及び日米共同対処能力の維
持・向上を図った。

（2）各自衛隊の日米共同訓練
ア　陸上自衛隊

近年、陸自は、中央・太平洋レベルなどの米陸軍及び
米海兵隊と運用上・戦略上の連携を強化している。共同
訓練は、ハイレベル交流などとあわせ、日米共同対処態
勢の抜本的な強化につながる取組として、進化・発展を
続けている。

2022年度は、個々の共同訓練での成果を積み上げ、
連携させることにより、一層の練度向上を図った。特に、
米陸軍と実施したオリエント・シールド22、米海兵隊
と実施したレゾリュート・ドラゴン22の成果について
は、日米共同方面隊指揮所演習「YS-83」につながり、著
しく発展させた。

キーン・ソード23において統合ミサイル防空訓練などを視察する 
木村政務官（2022年11月）

わが国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増
す中、2022年11月、自衛隊と米軍は、日米共同訓練
として最大規模となる令和4年度日米共同統合演習

（実動演習）「キーン・ソード23」を実施しました。
本 演 習 で は 米 軍 高 機 動 ロ ケ ッ ト 砲 シ ス テ ム

（HIMARS）の奄美大島への展開及び陸自地対艦誘導
弾（SSM）との連携をはじめ、南西諸島で初となる日
米両方のオスプレイによる連携や陸自水陸両用車

（AAV）とエアクッション艇などによる徳之島（鹿児
島）への上陸など、これまで以上に実戦的かつ高度な
内容について訓練を行いました。また、日米の輸送機
や民間資金等活用事業（PFI）船舶などにより部隊や補
給物品などを南西諸島へ輸送するとともに、奄美大島
や沖縄に日米共同の後方拠点を開設するなど、統合後
方補給についても訓練しました。加えて、陸、海、空の
各種作戦における日米連携についても演練し、自衛隊
の統合運用及び日米の共同対処能力の強化並びに、即

応性及び相互運用性の向上を図りました。
このような様々な演習を通じ、力による一方的な現

状変更の試みを断じて許さないという強い意思のも
と、地域の平和と安全に貢献するため、日米共同によ
る抑止力・対処力の一層の強化に取り組んでいます。

地対艦ミサイルの射撃に関する日米連携の様子

令和4年度日米共同統合演習（実動演習）「キーン・ソード23」解 説解 説
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【オリエント・シールド22】
陸自は、領域横断作戦と米陸軍のマルチ・ドメイン・

オペレーションを踏まえた日米の連携能力向上に資する
訓練を実施した。本訓練では、米陸軍高機動ロケット砲
システム（HIMARS）部隊が奄美大島に初めて上陸する
など、日米のミサイル部隊や電磁波による情報収集など
を行う電子戦部隊などが九州各地に展開し、複数の領域
の手段を合わせた領域横断的な共同対艦戦闘訓練を実施
した。これら現場と連接させる形で、日米共同ターゲ
ティングを含む図上演習を実施した。これには米本土か
らマルチドメイン・タスクフォースという新しい部隊が
初めて参加した。さらに、兵站・衛生といった後方支援
分野についても演練し、日米陸軍種間の連携進化を図っ
た。
【レゾリュート・ドラゴン22】

陸自は、領域横断作戦と米海兵隊の機動展開前進基地
作戦（EABO1）を踏まえた連携を焦点としつつ、一連の
島嶼防衛作戦について演練した。本訓練は、北海道内の
複数の演習場を島嶼と見立て、島嶼部に展開してくる米
海兵隊に対し、陸自が受入れから作戦地域への誘導まで
を実施した。また、米海兵隊は計根別場外離着陸場にお
いて、HIMARSを搭載した輸送機による初の不整地着
陸訓練を行った。さらに、島嶼という特性を踏まえ、共
同対艦戦闘訓練を行った。日米が連携して被害の局限を
図りつつ、相互補完的に兵站・衛生支援を実施し、島嶼
部における作戦の持続性向上を図った。
【日米共同方面隊指揮所演習（YS-83）】

陸自は、領域横断作戦、米陸軍のマルチ・ドメイン・
オペレーション、米海兵隊のEABOにかかる連携要領
について演練した。本訓練では、訓練対象をこれまでの
1コ方面隊から、陸上総隊及び2コ方面隊に拡充した。
これら2コ方面隊に加え、第1空挺団や水陸機動団など
の陸上総隊直轄部隊及びそれらと協同する海空自衛隊な
どを含む作戦全般を指揮する陸上総隊と、本演習におけ
るカウンターパートである米第1軍団が日・米それぞれ
の統合任務部隊司令部となり、陸自2コ方面隊及び米陸
軍・米海兵隊が担任地域の作戦を遂行することで、統合
任務部隊と各部隊が担任するそれぞれの作戦を連接した
訓練を行った。

成果として、日米共同における相互運用性の飛躍的な

1 敵の火力圏内において迅速に分散展開し、一時的な拠点を設置することにより前線での作戦を実行する作戦構想。

進化により、日米陸軍種間の連携をより高度な段階へ引
き上げることができた。また、日米それぞれ海・空軍種
の参加を得るとともに、約30名の豪軍オブザーバーに
加え、比陸軍司令官及び比海兵隊司令官の視察も受け、
統合化・多国間化を図ることができた。併せて実施され
たハイレベル交流により、共同訓練のさらなる進化への
認識を共有するとともに、各国との連携を一層強化する
ことができた。
イ　海上自衛隊

海自は伝統的に米海軍と精力的に共同訓練を実施して
きており、艦艇や航空機による日米共同訓練、対潜特別
訓練、掃海特別訓練、衛生特別訓練、日米衛生共同訓練
を通じ、日米共同対処などの実効性や領域横断作戦能力
の向上を図っている。

例えば、米国の空母打撃群との共同訓練を着実に積み
重ね、日米同盟の抑止力・対処力を一層強化するととも
に、日米がともに行動している姿を示している。
ウ　航空自衛隊

空自は、1996年以来参加している米空軍演習（レッ
ド・フラッグ・アラスカ）や1999年以来実施している
グアムにおける共同訓練（コープ・ノース）などにおけ
る米空軍との共同訓練を通じ、日米同盟の抑止力・対処
力を強化している。それに加え、米海軍や米海兵隊との
対戦闘機戦闘訓練、要撃戦闘訓練、防空戦闘訓練、戦術
攻撃訓練、空中給油訓練、捜索救難訓練、編隊航法訓練
などの各種日米共同訓練により、日米共同対処などの実
効性の向上や領域横断作戦能力の向上を図っている。

例えば、2022年は、北朝鮮によるICBM級弾道ミサ

補給艦からの洋上給油が終わり自衛艦旗を振る陸自隊員
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イルをはじめとする度重なる弾道ミサイルの発射など、
より厳しさを増す安全保障環境の中、自衛隊と米軍は、
共同訓練を実施した。本共同訓練により、強固な日米同
盟のもと、自衛隊と米軍の即応態勢を確認し、あらゆる
事態に対処する日米の強い意思と緊密な連携を内外に示
すとともに、共同作戦能力のさらなる強化を図った。自
衛隊と米軍は、引き続き、わが国の防衛及び地域の平和
と安定の確保のため平素から緊密に連携し、あらゆる事
態に即応するため、万全の態勢を維持していく。

3　日米に第三国を交えた多国間共同
訓練

各自衛隊は、米国のみならず、第三国の参加も得たハ
イレベルな多国間共同訓練に積極的に取り組んでいる。
豪州や欧州諸国の軍隊を交えた訓練を通じ、自衛隊の戦
術技量の向上を図るとともに、各国軍隊との連携及び相
互運用性を高め、わが国の抑止力・対処力を強化してい
る。
【パシフィック・ヴァンガード22（日米豪韓加共
同訓練）】

陸自及び海自は、グアム島及びその周辺海空域におい
て、米海軍、米海兵隊、豪海軍、韓国海軍及び初参加とな
るカナダ海軍との共同訓練を実施した。本訓練において、
陸自及び米海兵隊の火力誘導員は、海自を含む各国海軍
の艦砲射撃を共同で誘導する要領を演練した。また海自
は、対水上・対地射撃、対水上戦及び対潜戦などについ
て演練を実施した。これにより、陸海の協同作戦能力の
向上及び参加各国との連携強化を図った。
【マラバール2022（日米印豪共同訓練）】

海自は、関東南方海空域において米海軍、印海軍、豪
海軍及び豪空軍との共同訓練を実施した。海自からは護
衛艦や補給艦などが参加し、対潜戦、対空戦、洋上補給
などについて演練を実施し、参加各国との相互運用性の
向上を図った。なお、マラバールは今回で30周年にあた
る。「自由で開かれたインド太平洋」実現の中核となる4
か国の枠組みで継続して実施してきた意義は大きく、引
き続き関係強化に取り組むこととしている。
【ピッチ・ブラック22（豪空軍演習）】

空自は、豪北部準州ダーウィン空軍基地及びその周辺
空域において、豪空軍が実施する多国間訓練に参加し、
豪空軍はじめ、米軍その他参加国の空軍との共同訓練を

実施した。本訓練では、防空戦闘、戦術攻撃及び空中給
油について演練し、豪空軍及び米軍との相互運用性を向
上させるとともに、参加各国との相互理解の進化を図っ
た。

4　同志国との二国間共同訓練
【ヴィジラント・アイルズ22（英陸軍との実動訓
練）】

陸自は、英陸軍との共同訓練を実施した。偵察部隊に
よる潜入や統合火力誘導などについて訓練し、日英間の
相互理解・信頼関係の促進を図った。
【ダルマ・ガーディアン22（印陸軍との実動訓
練）】

陸自は、日本で初となるインド陸軍との共同訓練を実
施した。対テロにかかる各種行動について訓練し、日印
間の相互理解・信頼関係の促進を図った。
【ヴィーア・ガーディアン23（印空軍との戦闘機
共同訓練）】

空自は、百里基地及びその周辺空域などにおいて、イ
ンド空軍と要撃戦闘訓練など各種の戦術訓練を実施し
た。日本において、初となる戦闘機共同訓練の実施によ
り、日印空軍種間の相互理解の促進及び防衛協力のさら
なる進化を図った。
【日独共同訓練】

空自は、国内において初となるドイツ空軍との共同訓
練を実施した。日独空軍種間の相互理解の促進及び防衛
協力のさらなる深化並びに航空自衛隊の戦術技量の向上
を図った。

5　同志国などとの多国間訓練
【ガルーダ・シールド22（令和4年度米国及びイ
ンドネシアにおける米インドネシア陸軍との実
動訓練）】

陸自は、インドネシア陸軍との初となる共同訓練とし
て、米尼陸軍との実動訓練（ガルーダ・シールド22）に
参加した。本訓練では、米国グアム島から長距離機動を
行い、インドネシアのスマトラ島において空挺降下に引
き続く地上戦闘について演練し、いかなる場所において
も任務を達成するための作戦遂行能力を向上させること
ができた。東南アジア随一の大国であるインドネシアが
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重要な戦略的パートナーであるとの認識のもと、首脳会
談や2+2などが積極的に行われている。これを踏まえ、
本訓練の実現が政治レベルでの連携強化に連動する形
で、相乗効果を発揮するという点から極めて重要な意義
があるものとなった。
【カーン・クエスト22（多国間訓練）】

陸自は、モンゴルにおいてモンゴル及び米国が主催し
ている共同訓練に参加した。本訓練は、国連平和維持活
動にかかる能力向上を目的とした訓練であり、陸自は
2015年以降部隊を派遣している。本訓練においては、
指揮所訓練及び施設警護や巡察などの実動訓練に参加
し、国連平和維持活動などへの派遣に資する各種能力の
維持、ノウハウの獲得・蓄積及び参加各国軍との相互理
解の促進・信頼関係の強化を図った。
【IPD22（令和4年度インド太平洋方面派遣）】

海自は、2022年6～10月の4か月以上にわたり、護衛
艦3隻、潜水艦1隻、航空機3機を含む水上・潜水艦・
航空の各部隊を派遣し、インド太平洋地域において航行
する間、11か国を訪問し、30件の共同訓練・親善訓練
を実施した。IPDは、わが国が太平洋島嶼国地域に継続
的に関与する意志とわが国の積極的平和主義を体現する
ものであり、非常に重要な意義のあるものである。

IPD派遣部隊の一部は、多国間共同訓練「リムパック
2022」に参加し、ハワイ諸島などの周辺海空域において
ミサイル射撃訓練やHA/DR訓練などを実施した。本訓
練は、インド太平洋地域の域内外から20か国以上が参
加する世界最大級の多国間訓練であり、参加各国との相
互理解の増進や信頼の強化にとって大きな意義がある。
また制約の少ない訓練海面・射場を利用できることか
ら、陸自からも地対艦ミサイル部隊が参加し、海自、米
陸軍などと連携した実弾による日米共同対艦射撃訓練を
実施した。

その他、ニューカレドニア周辺において、ラ・ペルー
ズ22（日仏豪共同訓練）に参加し、フランス領ニューカ
レドニア駐留フランス軍及び豪海軍と対空戦などの戦術
訓練を実施した。また、アンダマン海からベンガル湾に
おいて、10周年となるインド海軍とのJIMEX2022（日
印共同訓練）を行い、対空射撃、対潜戦などに関する戦
術訓練を実施した。さらに、ダーウィン周辺においては、
KAKADU2022（豪州海軍主催多国間共同訓練）に参加

し、対水上戦訓練などを実施するとともに、20か国以上
の参加国海軍などとの連携強化を図った。
【インド太平洋・中東方面派遣（IMED23）】

海自は、2023年1～5月、インド太平洋・中東方面に
掃海母艦などを派遣し、バーレーン、カンボジアなどに
寄港しつつ、これらの国を含む各国海軍などと共同訓練
や親善訓練を実施した。本派遣を通じて、この地域の安
定と繁栄に深くコミットしていくというわが国の意思を
示した。
【ドウシン・バヤニハン2-22（日比人道支援・災
害救援共同訓練）】

空自は、フィリピン空軍との共同訓練を実施し、空自の
人道支援・災害救援能力の向上及びフィリピン空軍との
連携の強化を図った。本訓練では、両国輸送機からの物料
投下訓練及び共同搭載しゃ下訓練などを行った。
【クリスマス・ドロップ（ミクロネシア等におけ
る人道支援・災害救援共同訓練）】

空自は、米空軍が実施するミクロネシア連邦などにお
ける人道支援・災害救援訓練に参加した。空自からは輸
送機が参加し、アンダーセン米空軍基地、パラオ共和国
及びミクロネシア連邦並びにこれらの周辺で、米軍が収
集した日用品などの寄付物資を用いて海上への物料投下
訓練を実施し、空自の人道支援・災害救援能力の向上及
び参加各国との連携の強化を図った。

図表Ⅳ-3-1-2（同志国などとの二国間・多国間によ
る主要訓練）、資料58（多国間共同訓練の参加など
（2019年度以降））

 参照

フィリピン訪問時におけるF-15戦闘機及びF-16戦闘機の編隊飛行訓練
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図表Ⅳ-3-1-2 同志国などとの二国間・多国間による主要訓練

インド洋

アラビア海 南シナ海
フィリピン海

IPD22

各国海軍との交流

日比人道支援・
災害救援共同訓練

KAKADU2022

RIMPAC2022

洋上補給訓練

ラ・ペルーズ22

クリスマス・
ドロップ

JIMEX2022 日独共同訓練

ヴィーア・ガーディアン23

印空軍との戦闘機共同訓練

ガルーダ・シールド22

仏艦艇との近接運動訓練

日本上空における共同訓練

比空軍輸送機への搭載しゃ下訓練

ミクロネシアなどにおける物料投下訓練

日米尼の共同降下訓練

日加新共同訓練 日パラオ親善訓練 人道支援・災害救援 共同対艦射撃
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	第2節	 各種訓練環境の整備
	 11	 訓練環境

一層厳しさが増す安全保障環境にあっては、自衛隊が
持つ能力を最大限発揮できるよう部隊などの体制整備を
図るとともに、訓練の質を向上させることが重要である。

このため、自衛隊の訓練は、可能な限り実戦に近い環
境で行うよう努めているが、自衛隊の即応性を維持・向
上させるためには、訓練環境をより一層充実させていく
必要がある。こうした背景のもと、防衛省では、効率的・
効果的な訓練・演習を行うため、国内外での訓練実施基
盤の拡充にかかる取組を推進している。

その一環として、防衛省は、北海道をはじめとする国内
の演習場の整備・活用の拡大を図っているところである。

また、国内に所在する米軍施設・区域の活用について
も、地元との関係に留意しつつ、自衛隊による共同使用
の拡大を促進することとしている。

さらに、自衛隊施設や米軍施設・区域以外の場所の利
用や米国・オーストラリアなどの国外の良好な訓練環境
の活用を促進するとともに、シミュレーターなどを一層
積極的に導入することとしている。

このほか、馬毛島（鹿児島県）に、陸海空自衛隊が訓練・
活動を行うことができる施設などの整備を進めている。

1　陸上自衛隊
演習場や射場は、地域的にも偏在しているうえ、広さ

も十分でないこともあり、大部隊の演習や戦車、長射程
火砲の射撃訓練などを十分には行えない状況にある。こ
れらの制約は、装備の近代化に伴い大きくなる傾向にあ

る。また、演習場や射場の周辺地域の都市化に伴う制約
もある。

このため、国内では実施できない地対空誘導弾部隊や
地対艦誘導弾部隊の実射訓練などを米国で行っている。

また、師団レベルや方面隊レベルの実動演習では、限
られた国内の演習場などを最大限に活用しているほか、
地元の理解と協力を獲得しながら自衛隊施設・区域以外
を活用した、より実戦的な訓練を実施している。

2　海上自衛隊
訓練海域は、気象、海象、船舶交通及び漁業などの関

連から使用できる時期や場所に制約がある。このため、
例えば、比較的浅い海域で行うことが必要な掃海訓練や
潜水艦救難訓練などについては陸奥湾や周防灘の一部な
どで行っている。

このほか、短期間により多くの部隊が訓練成果をあげ
られるように計画的・効率的な訓練に努めている。

3　航空自衛隊
現在、わが国周辺の訓練空域の多くは、広さが十分で

ないため、一部の訓練では、航空機の性能や特性を十分
に発揮できないこともある。また、基地によっては訓練
空域との往復に長時間を要する。さらに、飛行場の運用に
あたっては、航空機の騒音に関連して早朝や夜間の飛行
訓練について十分配慮した訓練を行うことが必要である。

このため、例えば、硫黄島の訓練空域では、逐次、部隊
から航空機を派遣し、本土では十分に実施できない訓練
などを中心に集中的な訓練を行うなど、計画的・効率的
な訓練に努めている。

また、在日米軍の射爆撃場の共同使用などにより、実
弾の射爆撃訓練を行っている。

このほか、米国において高射部隊によるペトリオット
の実射訓練を行っているなど、国外の訓練環境の活用に
も努めている。

資料70（演習場一覧） 参照広大な米国射撃訓練場を活用した長射程ミサイルの射撃訓練
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	 22	 安全管理への取組など
防衛省・自衛隊は、日頃の訓練にあたって安全確保に

最大限留意するなど、平素から安全管理に一丸となって
取り組んでいる。

2022年1月、空自小松基地（石川県）所属のF-15戦
闘機1機が、夜間飛行訓練のため小松基地を離陸直後、
日本海上において墜落し、隊員2名が殉職した。同年6
月、事故調査の結果、事故の主な要因の一つに空間識失
調（自らの空間識に関する感覚が実情と異なる状態）に
陥った可能性がある。またレーダー操作などに意識が集
中し、墜落直前まで機体の姿勢を認識していなかった可
能性が認められた。本件事故を踏まえ、空間識失調に関
する教育・訓練の強化など、再発防止を徹底するととも
に、警報などで操縦者に異常姿勢を認知させる安全装置
の適時適切な搭載など、ハード面でも飛行の安全性を高
めていく。

2023年4月には、陸自高遊原分屯地（熊本県）所属の
ヘリコプターUH-60JA 1機（搭乗員10名）が航空偵察
中、沖縄県宮古島北北西の洋上においてレーダーから航
跡が消失する事故が発生した。搭乗していた隊員及び機
体の捜索を行うとともに、事故原因の調査を進めている。

国民の生命や財産に被害を与えたり、隊員の生命を失
うことなどにつながる各種の事故は、絶対に防がなくて
はならない。防衛省・自衛隊としては、これらの事故に
ついて徹底的な原因究明を行った上で、今一度、隊員一
人一人が安全管理にかかる認識を新たにし、防衛省・自
衛隊全体として、国民の信頼を損なうことがないよう隊
員への安全教育の徹底、装備品の確実な整備など、艦艇
や航空機、車両などの運航・運行にあたっての安全確保
に万全を期していく。
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防衛省・自衛隊の様々な活動は、国民一人一人、そし
て、地方公共団体などの理解と協力があってはじめて可

1	 「令和5年度中小企業者に関する国等の契約の基本方針」（令和5年4月25日閣議決定）
2	 例えば、一般競争入札に付す際に、商品などを種類ごとにグルーピングし、そのグループごとに落札者を決定する方法
3	 A～D等級に分類された入札参加資格のうち、中小企業が多くを占めるC又はD等級のみで競争することとしている。
4	 発注者が見積りの相手方を特定せず、調達内容などを公示し、参加を希望する者から広く見積りを募る方式

能となるものであり、地域社会・国民と自衛隊相互の信
頼をより一層深めていく必要がある。

	第1節	 地域社会との調和にかかる施策
防衛戦略は、自衛隊及び在日米軍が、平素からシーム

レスかつ効果的に活動できるよう、自衛隊施設及び米軍
施設周辺の地方公共団体や地元住民の理解及び協力をこ
れまで以上に獲得していくこととしている。
このため、日頃から防衛省・自衛隊の政策や活動、在

日米軍の役割に関する積極的な広報を行い、地元に対す
る説明責任を果たしながら、地元の要望や情勢に応じた
調整を実施することとしている。同時に、騒音などへの
対策を含む防衛施設周辺対策事業についても、わが国の

防衛への協力促進という観点も踏まえ、引き続き推進す
ることとしている。
また、地方によっては、自衛隊の部隊の存在が地域コ
ミュニティーの維持・活性化に大きく貢献し、あるいは、
自衛隊による急患輸送が地域医療を支えている場合など
が存在することを踏まえ、部隊の改編や駐屯地・基地な
どの配置・運営にあたっては地方公共団体や地元住民の
理解を得られるよう、地域の特性に配慮することとして
いる。

	 11	 民生支援活動
防衛省・自衛隊は、地方公共団体や関係機関などから

の依頼に基づき、様々な分野で民生支援活動を行ってい
る。これらの活動は、自衛隊への信頼をより一層深める
とともに、隊員に誇りと自信を与えている。
陸自は、全国各地で発見される不発弾などの処理にあ

たっており、2022年度の処理実績は1,372件（約41.9
トン）で、沖縄県での処理件数が全体の約34％を占めて
いる。海自は、機雷などの除去・処理を行っており、2022
年度の処理実績は、3,779個（約2.7トン）であった。
また、駐屯地や基地を部隊活動に支障のない範囲で開

放するなど、地域住民との交流に努めるほか、各種の運
動競技会において輸送などの支援を行っている。加えて、
一部の自衛隊病院などにおける一般診療、離島の救急患
者の緊急輸送などにより、地域医療を支えている。
さらに、国などの方針1を踏まえ、分離・分割発注2の
推進や同一資格等級区分内の者による競争の確保3及び
オープンカウンター方式4の導入など、効率性にも配慮
しつつ、地元中小企業の受注機会の確保も図るなど、地
元経済に寄与する各種施策を推進していく。

資料71（市民生活の中での活動） 参照

資料：防衛省における地域社会との協力について
URL：https://www.mod.go.jp/j/approach/chouwa/sesaku/index.html

地域社会や環境との共生に	
関する取組第4章
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	 22	 地方公共団体などによる自衛隊への協力
（1）自衛官の募集及び再就職支援への協力
厳しい募集及び雇用環境の中、質の高い人材を確保

し、比較的若い年齢で退職する自衛官の再就職を支援す
るためには、地方公共団体や関係機関の協力が不可欠で
ある。

（2）自衛隊の活動への支援・協力
自衛隊の駐屯地や基地は、地域社会と密接なかかわり

を持っており、自衛隊が教育訓練や災害派遣など各種の
活動を行うためには、地元からの様々な支援・協力が不
可欠である。さらに、国際平和協力業務などで国外に派
遣される部隊は、関係機関から派遣にかかる手続の支
援・協力を受けている。
また、各種事態において自衛隊が迅速かつ確実に活動
を行うため、地方公共団体、警察・消防機関といった関
係機関との連携を一層強化している。

	 33	 地方公共団体及び地域住民の理解・協力を確保するための施策
全国8か所に設置された地方防衛局は、部隊や地方協

力本部などと連携し、それぞれの地方との協力関係の構
築に努めている。2022年度は、日米共同訓練をはじめ
とする各種訓練や、馬毛島における自衛隊施設の整備、
鹿屋航空基地への米軍無人機MQ-9の一時展開などに
ついて、地元説明を実施した。また、防衛政策全般に対

する理解促進のため、地域住民を対象とした防衛問題セ
ミナーの開催や地方公共団体などに対して防衛白書や
2022年12月に策定された安保戦略などの説明を実施
した。

図表Ⅳ-4-1-1（地方協力確保事務について）

図表Ⅳ-4-1-1 地方協力確保事務について

広く防衛政策についての理解を得るために実施する施策

各種事態への実効的な対処を行うために実施する施策

1 各種事業を円滑に実施するための地元調整にかかる施策

2

3

4

自衛隊等がかかわる事件・事故への対応にかかる施策

地方公共団体や地域住民を対象とした防衛白書の説明・防衛問題セミナー等の実施

大規模災害等における自衛隊や地方公共団体への必要な支援・訓練への参加

自衛隊の部隊改編等・米軍の訓練等にかかる地元調整

自衛隊等と連携を図り地方公共団体等への情報提供等の必要な協力

	 44	 防衛施設と周辺地域との調和を図るための施策

1　防衛施設の特徴と周辺地域との調
和関連事業

（1）周辺対策事業など
防衛施設は、用途が多岐にわたり、広大な土地を必要

とするものが多い。また、日米共同の訓練・演習の多様
性・効率性を高めるため、2023年1月1日現在、在日米
軍施設・区域（専用施設）の土地面積のうち約29％、76
の専用施設のうち30施設を日米地位協定に基づき自衛
隊が共同使用している。一方、多くの防衛施設の周辺地

 参照
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域で都市化が進んだ結果、防衛施設の設置・運用が制約
されるという問題が生じている。また、航空機の頻繁な
離着陸による騒音などが、周辺地域の生活環境に影響を
及ぼすという問題もある。
そのうえで、防衛施設は、わが国の防衛力と日米安全

保障体制を支える基盤としてわが国の安全保障に欠くこ
とのできないものであり、その機能を十分に発揮させる
ためには、防衛施設と周辺地域との調和を図り、地域住
民の理解と協力を得て、常に安定して使用できる状態に
維持することが必要である。
このため、防衛省は、1974年以来、防衛施設周辺の生

活環境の整備等に関する法律（環境整備法）などに基づ
き、自衛隊や米軍の行為あるいは飛行場をはじめとする
防衛施設の設置・運用により、その周辺地域において生
じる航空機騒音などの障害の防止、軽減、緩和などの措
置を講じてきた。
また、防衛施設の設置及び運用による障害を緩和する

ため、民生安定施設の整備に対する補助や、生活環境な
どに及ぼす影響が特に著しい防衛施設の周辺自治体に対
する特定防衛施設周辺整備調整交付金の交付などを実施
している。なお、特定防衛施設周辺整備調整交付金につ
いては、施設整備だけでなく医療費助成などのいわゆる
ソフト事業にも活用されている。
2023年には、特定防衛施設の運用の態様やそれに伴

う周辺地域への影響によりきめ細かく対応するために、

5	 令和5（2023）年度予算で約55億円
6	 再編特措法では、在日米軍の再編の対象である航空機部隊と一体として行動する艦船の部隊の編成の変更（横須賀海軍施設における空母の原子力空母への

交替）について、在日米軍の再編と同様に扱うこととしている。
7	 具体的な事業の範囲は、「駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法施行令」第2条において、教育、スポーツ及び文化の振興に関する事業など、14

事業が規定されている。

特定防衛施設周辺整備調整交付金の算定における評価事
項を見直すとともに、訓練の多様化などを踏まえて、特
定防衛施設以外の防衛施設などにおける自衛隊及び米軍
などの訓練を対象とする訓練交付金を創設し、さらに
は、地元自治体からの要望などを踏まえて、民生安定施
設の助成内容を拡充するなど、自衛隊などの運用、そし
て地域への影響や地元からの要望といった実状を踏まえ
た制度の改正を行った。
防衛省としては、防衛施設と周辺地域との調和を図る
ための施策のあり方について、関係地方公共団体からの
要望などを踏まえ、厳しい財政事情を勘案し、より実態
に即した効果的かつ効率的なものとなるよう引き続き検
討している。

図表Ⅳ-4-1-2（在日米軍施設・区域（専用施設）の自
衛隊との共同使用状況）、図表Ⅳ-4-1-3（自衛隊施設
（土地）の状況）、図表Ⅳ-4-1-4（在日米軍施設・区域
（専用施設）の状況）、図表Ⅳ-4-1-5（令和5（2023）
年度基地周辺対策費（契約ベース））、資料72（在日
米軍施設・区域（共同使用施設を含む。）別一覧）

（2）在日米軍再編を促進するための交付金等
再編交付金5は、再編6を実施する前後の期間（原則10

年間）において、再編が実施される地元市町村の住民生
活の利便性の向上や産業の振興に寄与する事業7の経費
にあてるため、防衛大臣が再編関連特定防衛施設と再編
関連特定周辺市町村を指定した後、在日米軍の再編に向

 参照

騒音防止工事の助成（北海道川上郡標
しべ
茶
ちゃ
町標
しべ
茶
ちゃ
中学校）

図表Ⅳ-4-1-2 在日米軍施設・区域（専用施設）
の自衛隊との共同使用状況

件数面積（km2）

75

263

76

30

100

200

300

0
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250
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（注）面積の計数は四捨五入している。

在日米軍施設・区域（専用施設）
うち自衛隊が共同使用している施設・区域
在日米軍施設・区域（専用施設）
うち自衛隊が共同使用している施設・区域

（2023.1.1現在）
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けた措置の進み具合などに応じて交付される。
2023年4月現在、8防衛施設12市町村が再編交付金

の交付対象となっている。そのほか、在日米軍再編を促進
するため、予算措置により追加的な施策を実施している。

資料73（防衛施設と周辺地域との調和を図るための
主な施策の概要）

（3）その他の措置
①漁業補償
防衛省は、自衛隊又は在日米軍が水面を使用して行う

訓練などのため、法律又は契約により制限水域を設定
し、これに伴う損失を補償している。
②基地交付金など
総務省所管の防衛施設に関する交付金の制度である国

有提供施設等所在市町村助成交付金（以下「基地交付金」
という。）及び施設等所在市町村調整交付金（以下「調整
交付金」という。）についても、防衛省は、各種情報提供
などの協力を行っている。
基地交付金は、米軍や自衛隊が使用する飛行場などの
施設が市町村の財政に著しい影響を与えていることか
ら、固定資産税の代替的性格を基本として、その施設が
所在する市町村に対して交付されるものである。
調整交付金は、米軍資産に対する固定資産税が非課税
とされていることや、米軍の軍人や軍属にかかる市町村
民税などが非課税にされていることから、米軍資産の所
在する市町村に対して交付されるものである。

2　在日米軍の駐留に関する理解と協
力を得るための取組

わが国を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、
在日米軍のプレゼンスとその即応性の維持は、わが国の
安全を確保する上で極めて重要な要素である。在日米軍
の安定的な駐留のためには、防衛施設周辺の地方公共団
体や地域住民の方々の理解と協力を得ることが不可欠で
あり、様々な取組を不断に行っていくこととしている。

 参照

図表Ⅳ-4-1-3 自衛隊施設（土地）の状況

（2023.1.1現在）

地域別
分布

用途別

0 20 40 60 80 100
（％）

北海道地方
42％  約460km2

飛行場  7％  約81km2

営舎  5％  約56km2

その他  13％  約148km2

東北地方
13％  約147km2

九州地方  13％  約143km2
東海（中部）地方  10％  約107km2

関東地方  10％  約104km2
その他  12％  約137km2

演習場  74％  約813km2

計 約1,098km2 （国土面積の約0.3％）

（注）計数は、四捨五入によっているので計と符合しないことがあ
る。

図表Ⅳ-4-1-4 在日米軍施設・区域（専用施設）
の状況

（注）計数は、四捨五入によっているので計と符合しないことがある。

（2023.1.1現在）

地域別
分布

用途別

（％）

沖縄県  70％  約185km2

飛行場  23％  約61km2

倉庫  15％  約40km2

その他  15％  約39km2

関東地方  12％  約32km2

東北地方  9％  約24km2

その他  9％  約22km2

演習場　47％  
約123km2

0 20 40 60 80 100

計 約263km2 （国土面積の約0.07％）

図表Ⅳ-4-1-5 令和５（2023）年度
基地周辺対策費（契約ベース）

（単位：億円）

事　項 本土分 沖縄分
障害防止事業 110 5
騒音防止事業 563 150
移転措置 54 2
民生安定助成事業 277 139
道路改修事業 49 16
周辺整備調整交付金 210 37
その他事業 19 5
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（1）在日米軍の部隊運用に関する地方公共団体
などとの調整

防衛省では、在日米軍再編や在日米軍の訓練、部隊の
展開、新規装備の配備などに際し、関係する地方公共団
体及び地域住民に対して事前に説明するなど、在日米軍
施設の維持や部隊運用に対する地元の理解の促進に努め
ている。

（2）在日米軍の運用における安全確保など
在日米軍の運用にあたって、地域住民の安全確保は大

前提である。政府としては、首脳や閣僚レベルを含め、
米側に対し、わが国の考え方をしっかり伝え、安全な運
用の確保を最優先の課題として、日米両国で協力して取
り組んでいる。
防衛省においては、米軍機の墜落、部品落下・遺失な

どが発生した際には、米側に対し、速やかな情報提供、
安全管理及び再発防止の徹底などを求め、得られた情報
は直ちに関係自治体などに説明しているほか、生じた被
害が迅速・適切に補償されるよう措置している。
また、日米両国は、米軍機が日本国内の米軍施設・区

域の外で墜落などした場合に備え、航空機事故に関する

8	 正式名称：日本国内における合衆国軍隊の使用する施設・区域外での合衆国軍用航空機事故に関するガイドライン

ガイドライン8を定め、迅速・的確に対応することとし
ている。
また、米軍人などによる飲酒に起因する事件・事故に
ついては、防衛省は、米側に対して、累次の機会を通じ
て、綱紀粛正及び隊員教育の徹底を申し入れている。
米側は、夜間飲酒規制措置、19歳以下の米軍人を対象
とする夜間外出規制措置などを含む勤務時間外行動の指
針（リバティ制度）を示すなどの対策を実施している。
今後も日米間で協力して、飲酒事案の再発防止に努めて
いくこととしている。

（3）在日米軍と地域住民の交流の促進
防衛省では、日米の相互理解を深める取組として、地
方公共団体と米軍の理解と協力を得ながら、在日米軍施
設・区域周辺の住民の方々と米軍関係者がスポーツ、音
楽、文化などを通じて交流を行う「日米交流事業」を開
催している。
また、在日米軍においても、基地の開放（フレンドシッ
プデー）、ホームページ・ソーシャルメディアを活用し
た情報発信など、地域の方々との相互理解を深めるため
の取組を行っている。

	 55	 国家行事への参加
自衛隊は、国家的行事において、天皇、国賓などに対

し、儀じょう、と列、礼砲などの礼式を実施している。諸
外国からの国賓や公賓などがわが国を訪問した際の歓迎
式典などにおける儀じょうは、国際儀礼上欠くことので
きない行為である。
2022年9月27日、安倍晋三元内閣総理大臣の国葬儀

に際し、儀じょう、と列、弔砲及び奏楽を実施するため、
約1,390名の自衛隊員が参加した。

国葬儀にと列する隊員

	 66	 南極地域観測に対する支援
自衛隊は、文部科学省が行う南極地域における科学的

調査に対し、南極地域観測が再開された1965年から砕
氷艦「ふじ」を、1983年以降は砕氷艦「しらせ」を、
2009年以降は砕氷艦「しらせ」（2代目）をもって人員・
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物資の輸送及びその他の協力を行っている。
2022年11月から2023年4月の第64次南極地域観

測協力においては、のべ142名の人員輸送、約1,120tの

物資輸送、艦上観測支援、野外観測支援及び基地設営支
援を実施した。

資料74（南極地域観測協力実績）

	 77	 部外土木工事の受託
自衛隊は、自衛隊の訓練の目的に適合する場合に、国

や地方公共団体が行う土木工事などの施工を受託してい
る。陸自は、創隊以来8,271件の部外土木工事を受託し
ている。

こうした活動により地域の災害対策に貢献するととも
に、地域との連携を強化している。

資料75（部外土木工事の実績）

	 88	 その他の取組

1　自衛隊機・米軍機に対するレー
ザー照射や凧揚げによる妨害事案
への対応

飛行中の自衛隊機・米軍機に対するレーザー照射や凧
揚げによる妨害事案が発生している。これらは、パイ
ロットの操縦への障害につながり、墜落などの大惨事を
もたらしかねない大変危険で悪質な行為である。そのた
め関係する地方公共団体の協力を得て、ポスターの掲示
などにより、地域住民にこのような行為の危険性などに
ついて周知するとともに、警察への通報について協力を
依頼している。また、2016年12月に航空法施行規則が
改正され、このような行為が規制対象とされるととも
に、罰金などが科せられることとなった。

2　防衛施設の上空及びその周辺にお
ける小型無人機などの飛行への対
応

近年、民生用を含むドローンを用いたテロ事案やテロ
未遂事案が各国で発生しており、それらの中には軍事施
設を対象としたものも含まれている。わが国においても
自衛隊の施設や在日米軍の施設・区域に対するドローン

を用いたテロ攻撃が発生する可能性があるが、これらの
施設に対する危険が生じれば、わが国を防衛するための
基盤としての機能に重大な支障をきたしかねない。この
ため、2019年6月13日、改正小型無人機等飛行禁止法
が施行され、防衛大臣が指定する自衛隊の施設や在日米
軍の施設・区域の上空及びその周辺における小型無人機
などの飛行が禁止されることとなった。2023年3月末
現在、主要部隊司令部などが所在する260の自衛隊の施
設及び45の在日米軍施設・区域が対象施設に指定され
ている。

3　重要土地等調査法に関する対応
防衛省は、2013年12月に策定された前安保戦略にお
いて、安全保障の観点から防衛施設周辺における土地利
用等のあり方について検討することとされたことを踏ま
え、2013年度から防衛施設に隣接する土地所有の状況
について、計画的に把握するための調査を行っている。
2020年7月、「経済財政運営と改革の基本方針2020
について」（いわゆる「骨太の方針2020」）（令和2年7
月17日閣議決定）において、「安全保障等の観点から、
関係府省による情報収集など土地所有の状況把握に努
め、土地利用・管理等のあり方について検討し、所要の

 参照

 参照

資料：小型無人機等飛行禁止法に基づき対象防衛関係施設として指定された施設一覧
自衛隊の施設一覧：https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/list.html

在日米軍の施設・区域一覧： 
https://www.mod.go.jp/j/presiding/law/drone/list_zaibeigun.html
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措置を講ずる」ことが決定された。この閣議決定を受け、
内閣官房に「国土利用の実態把握等に関する有識者会議」
が設置され、同会議の提言を踏まえた「重要施設周辺及
び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用
の規制等に関する法律（いわゆる「重要土地等調査法」）」
が、2021年6月23日に公布され、2022年9月20日に
全面施行された。
2022年9月、「重要施設の施設機能及び国境離島等の

離島機能を阻害する土地等の利用の防止に関する基本方
針」が閣議決定され、同年12月には初回の区域指定が公
示された。一部の防衛関係施設の周囲は注視区域や特別
注視区域に指定されている。
本法は、国防上の基盤である防衛関係施設の機能発揮
を万全にする観点からも大きな意義があり、防衛省とし
ては、内閣府と連携のうえ、適切に対応していくことと
している。

「重要土地等調査法」は、内閣府が安全保障上重要
な施設（重要施設）の周辺や国境離島などを「注視区
域」や「特別注視区域」として指定し、区域内の土地や
建物の利用状況などを調査し、重要施設や国境離島な
どの機能を阻害する行為（機能阻害行為）が認められ
た場合に、土地などの利用者に対し、機能阻害行為の
中止などの勧告・命令を行うものです。
区域指定は、重要施設の周囲おおむね1,000メート

ルの区域内及び国境離島などの区域内の区域で、その
区域内にある土地及び建物が機能阻害行為の用に供さ
れることを特に防止する必要があるものを、「注視区
域」として、また、重要施設や国境離島などの機能が
特に重要、またはその機能を阻害することが容易なも
のであって、ほかの重要施設や国境離島などによるそ
の機能の代替が困難である場合は、注視区域を「特別
注視区域」としてそれぞれ指定することとしています。
2022年9月20日に本法が全面施行され、同年12

月27日には初回の区域指定（令和4年内閣府告示第
121号）が公示されました。この中には、北海道、島
根県及び長崎県に所在する15箇所の防衛関係施設も
含まれています。

■重要施設とは……	防衛関係施設（自衛隊施設、在日
米軍施設）、海上保安庁の施設、生
活関連施設

【内閣府のホームページ】
https://www.cao.go.jp/tochi-chosa

【重要土地等調査法コールセンター】
℡：0570-001-125（平日09:30～17:30）

重要土地等調査法に基づく区域指定について解 説解 説
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	第2節	 気候変動・環境問題への対応
地球環境の持続可能性に対する危機感は、国際的に高

まっており、2015年には、持続可能な開発目標（SDGs）
の国連における採択や気候変動に関する国際枠組みであ
るパリ協定の採択などを受け、各国で取組が進められて
いる。

わが国においても、2018年に第5次環境基本計画を
閣議決定し、持続可能な社会の実現に取り組んでいると
ころであり、国内外における取組をさらに加速させる旨
表明している。また、2021年10月に地球温暖化対策計
画、気候変動適応計画などを閣議決定し、2050年カー
ボンニュートラルや2030年度目標の達成に向け、具体
的な気候変動対策が進められている。

こうした国内外における取組の加速を受け、防衛省と
しても、政府の一員として気候変動や環境問題の各種課
題に対応し、解決に貢献するとともに、自衛隊施設及び
米軍施設・区域と周辺地域の共生についてより一層重点
を置いた施策を進める必要がある。

また、気候変動の問題は、将来のエネルギーシフトへ
の対応を含め、今後、防衛省・自衛隊の運用や各種計画、
施設、防衛装備品、さらにわが国を取り巻く安全保障環
境により一層の影響をもたらすことは必至であり、これ
らへも適切に対応していく必要がある。

Ⅰ部4章7節（気候変動が安全保障環境や軍に与え
る影響）

	 11	 防衛省・自衛隊の施設に関する取組
防衛省は、従前から政府の一員として、環境関連法令

を遵守し、環境保全の徹底や環境負荷の低減に努めてき
たところであり、「防衛省環境配慮の方針」のもとで環境
への取組の推進を図ることとしている。2021年度には、
本省内部部局に防衛省・自衛隊の環境政策全般を担当す
る環境政策課を新設するとともに、2022年度には、全
国の地方防衛局に環境対策室を設置するなど、環境問題
への対応について防衛省として一元的・効果的に実施す
る体制を整備したところであり、引き続き、さらなる施
策の推進に取り組んでいく方針である。

1　防衛省気候変動対処戦略
気候変動を安全保障上の課題として捉える動きが、国

連安保理をはじめ各国の国防組織にも広がってきてい
る。防衛省では、2021年5月に、防衛省気候変動タスク

フォースを設置し、気候変動がわが国の安全保障に与え
る影響について評価及び分析し、必要な対応について幅
広く検討を行った。

2022年8月、「防衛省気候変動対処戦略」を策定した
ところである。同文書は、気候変動が今後与える直接
的・間接的な影響に対し、的確に適応・対応すべく、防
衛省において今後推進すべき具体的な施策を掲げたとこ
ろである。防衛省としては、同文書に基づき、気候変動
への対処を防衛力の維持・強化と同時に進めていくこと
としている。

2　再生可能エネルギー電力の調達
防衛省・自衛隊は、約25万人の隊員を有し、日本全国

の各地で施設や様々な装備品を運用しており、政府の機
関で最大の電力需要家（政府全体の約4割）として、温室

 参照

資料：防衛省気候変動タスクフォース
URL：https://www.mod.go.jp/j/policy/agenda/meeting/kikouhendou/index.html

資料：環境対策に関する取組
URL：https://www.mod.go.jp/j/approach/chouwa/kankyo_taisaku/index.html
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効果ガスの排出の削減などに貢献するため、2020年度
から、防衛省・自衛隊施設の電力の調達にあたり、再生
可能エネルギーにより発電された電力（以下「再エネ電
力」という。）の調達を積極的に進めてきたところである。

2023年度においては、契約件数は全国で969件あり、
その内50施設等において、再エネ電力の調達が実現し
た。また、36施設等では、再エネ比率100%の電力の調
達が実現した。2023年度の再エネ電力の調達見込み量
は、約9千万kWh（一般家庭約2万世帯超の年間電力使
用量）であり、防衛省・自衛隊全体の予定使用電力量（約
12億9千万kWh）の約7％を再エネ電力で調達するこ
とになる。2023年度の再エネ電力の調達は、ロシアに
よるウクライナ侵略を機としたLNGや原油価格の上昇、
電力需給のひっ迫などの影響を受けた電力価格のさらな
る高騰などにより、前年度に比べ調達量が大幅に減少し
たところであるが、防衛省としては、政府の一員として、
引き続き、再エネ電力の調達比率が向上するよう努力し
ていくこととしている。

図表Ⅳ-4-2-1（令和5（2023）年度再エネ導入施設
一覧（予定使用電力量上位10契約））

3　再生可能エネルギーと安全保障の
両立

気候変動問題への対応として風力発電を含む再生可能

1 P
ピ ー フ ォ ス

FOSは、有機フッ素化合物の一種であり、撥水性、撥油性、耐熱性の性質を持ち、これまで泡消火薬剤や半導体、金属メッキなどに使用されてきた。

エネルギーの導入が進められており、風力発電設備は今
後増加していくことが予想される。風力発電設備は、そ
の設置場所や高さによっては、警戒管制レーダーの発す
る電波が遮られるなどして、航空機やミサイルの探知が
困難になるなど、自衛隊や在日米軍の活動に影響を及ぼ
すおそれがある。このため、防衛省・自衛隊としては、
事業者をはじめとする関係者との調整を事業計画の早期
の段階からきめ細やかに行っている。

また、防衛戦略で、海空域や電波を円滑に利用し、防
衛関連施設の機能を十全に発揮できるよう、風力発電施
設の設置などの社会経済活動との調和を図る効果的な仕
組みを確立する必要があるとされていることを踏まえ、
引き続き、風力発電設備の設置による自衛隊や在日米軍
の活動への影響を回避しつつ、再生可能エネルギーと安
全保障の両立を図るための施策を推進していくこととし
ている。

4　防衛省におけるP
ピ ー フ ォ ス

FOS1処理実行計
画

防衛省においては、PFOSを含有する泡消火薬剤など
について、PFOS処理実行計画を定め、交換及び処分を
実施しており、2023年度末までの交換及び処分完了を
目標として迅速に進めている。

また、2022年7月、全国の自衛隊施設において、過去

 参照

資料：風力発電設備が自衛隊・在日米軍の運用に及ぼす影響及び風力発電関係者の皆様へのお願い
URL：https://www.mod.go.jp/j/approach/chouwa/windpower/index.html

図表Ⅳ-4-2-1 令和5（2023）年度再エネ導入施設一覧（予定使用電力量　上位10契約）

施設等の名称 予定使用電力量 再エネ比率
1 陸上自衛隊三宿駐屯地 13,911,336kWh 30%
2 航空自衛隊防府北基地SSAレーダー地区 11,476,000kWh 100%
3 航空自衛隊松島基地 7,849,000kWh 100%
4 艦艇装備研究所（目黒地区） 7,496,651kWh 100%
5 陸上自衛隊神町駐屯地 6,535,000kWh 100%
6 航空自衛隊小松基地（住居地区） 6,185,532kWh 60%
7 航空自衛隊小松基地（運用地区） 5,779,402kWh 60%
8 陸上自衛隊守山駐屯地 5,343,636kWh 100%
9 陸上自衛隊練馬駐屯地 4,952,098kWh 100%
10 航空自衛隊防府北基地 4,883,000kWh 100%
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にPFOSを含有する泡消火薬剤を使用していた又は使用
していた可能性がある施設の泡消火設備専用の水槽の水
の分析結果を公表した。この調査により、PFOSなどが

検出された水槽の水については、引き続き適切に管理す
るとともに、2022年度から、順次、処分を進めている。

	 22	 在日米軍施設・区域に関する取組
在日米軍は、環境補足協定や在日米軍が策定した日本

環境管理基準（J
Japan Environmental Governing Standards

EGS）に基づき、周辺の環境保護と米軍
関係者や周辺住民の安全確保のため、適切な環境管理に
努めている。

1　光熱水料節約の取組
在日米軍施設・区域においては、エネルギー効率の良

い暖房・換気・空調設備への交換、不在時に消灯する人
感センサーの設置、太陽光発電パネルの設置、冷暖房の
運用期間の短縮・設定温度の見直し、照明の制御及び夜
間照明の消灯などの光熱水料節約の取組を行っている。

2　PFOSを巡る問題への対応
在日米軍においても、本州に所在する全ての陸軍の施

設、わが国における全ての海軍の施設及び全ての海兵隊
の施設において泡消火薬剤の交換作業が完了した旨の説
明を受けており、在日米軍全体として保有する泡消火薬
剤の交換を順次進めている。

また、政府として、2022年5月の横須賀海軍施設にお
けるPFOSなどを含む排水の漏出事案や、同年9月の厚
木海軍飛行場における泡消火薬剤が混入した水の漏出事
案の際には、環境補足協定に基づき、関係自治体ととも
に施設の立入りを実施した。防衛省としては、引き続き、
関係省庁、関係自治体及び米側と緊密に連携し、必要な
対応を行っていくこととしている。

481 令和5年版 防衛白書

第2節 気候変動・環境問題への対応

第
4
章

地
域
社
会
や
環
境
と
の
共
生
に
関
す
る
取
組 

第
Ⅳ
部

防衛2023_4-4-02.indd   481防衛2023_4-4-02.indd   481 2023/06/23   10:10:152023/06/23   10:10:15



わが国においては、気候変動の進行により、今後、
災害の更なる激甚化・頻発化や異常高温などが予測さ
れ、その結果、基地などの施設や防衛装備品、自衛隊
の運用、隊員の健康などに影響を与えるなど、自衛隊
の活動に対して様々な制約や障害、支障が顕在化する
ことが予想されています。また、世界の各地で起きた
気候変動は、水や食料不足、生活環境の悪化を招き、
ひいては、大規模な住民移動や限られた土地や資源を
巡る争い、社会的・政治的な緊張を深刻化させるおそ
れがあるなど、安全保障上のリスクとなっています。
このように、気候変動の問題は、将来のエネルギーシ
フトへの対応も含め、わが国の安全保障に影響を及ぼ
す、安全保障上の問題となっています。

防衛省では、今後予測されるあらゆる環境下におい
ても、引き続き防衛省・自衛隊に与えられた任務・役
割をしっかりと果たしていけるよう、気候変動が今後
与える直接的・間接的な影響に対し、適切に対処して
いくことなどを目的として、「防衛省気候変動対処戦
略」を2022年8月に策定しました。この戦略におい
ては、気候変動への対処を防衛力の維持・強化と同時

に進めることを目指し、防衛省において今後推進すべ
き10の具体的な施策を掲げています。

防衛省は、気候変動への対応を、将来を見据え、よ
り強靱でレジリエンスが増し、効率的な施設・装備に
するチャンスであるとの考えのもと、戦略に基づき、
気候変動対策と防衛力の維持・強化を同時に図ってい
くこととしています。

空自は、2022年11月、政府専用機の運航時において、持続可能な航
空燃料（S
Sustainable Aviation Fuel

AF）注を初めて使用しました。（2023年1月の運航時におい
てもSAFを使用。）

注　 主にバイオマス由来原料や、使用済み食用油などが原料と
される燃料

防衛省気候変動対処戦略について解 説解 説
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	第3節	 情報発信や公文書管理・情報公開など
	 11	 様々な広報活動

1	 自衛隊音楽まつりは、新型コロナウイルス感染症の状況を踏まえ、2020年度と2021年度は中止していたが、2022年度は、十分な感染防止策を講じたう
えで実施した。

防衛省・自衛隊の活動は、国民一人一人の理解と支持
があって初めて成り立つものであり、分かりやすい広報
活動を積極的に行い、国民の信頼と協力を得ていくこと
が重要である。

このため、防衛省・自衛隊の活動について、国民に
とって分かりやすい広報活動を様々な方法で、より積極
的に行っていくこととしている。

また、自衛隊が任務を安定的に遂行するためには、諸外
国の理解と支持も不可欠であることから、自衛隊の海外に
おける活動を含む防衛省・自衛隊の取組について、国際
社会に向けた情報発信を強化することも重要である。

資料76（「自衛隊・防衛問題に関する世論調査」抜粋
（内閣府大臣官房政府広報室））

1　国内外に対する情報発信など
防衛省・自衛隊は、公式ホームページ、S

Social Networking Service
NS、動画配

信など、インターネットを活用した積極的な情報発信に
取り組んでいる。

ま た、パ ン フ レ ッ ト や 広 報 動 画 の 作 成、広 報 誌
『MAMOR（マモル）』への編集協力、報道機関への取材
協力、講義や講演への講師派遣など、正確な情報を、幅
広く、適時に提供するよう努めている。

さらに、防衛省・自衛隊の活動が世界中に広がる中、
国際社会に対して、その活動を正確に広報し、諸外国の
理解と信頼を得ることが大変重要である。そのための取
組として、英語による情報発信を行っており、特に、英
語版防衛省ホームページの一層の充実とSNSを活用し
た迅速かつ分かりやすい情報発信を英語で積極的に行っ
ているほか、海外メディアへの取材機会の提供、英語版

の防衛白書の作成、英文広報パンフレット「Japan 
Defense Focus（JDF）」の発行など様々な方法により国
際社会に向けた情報発信を行っている。

2　イベント・広報施設など
防衛省・自衛隊では、自衛隊の現状を広く国民に紹介

する活動を行っている。この活動には、陸自の富士総合
火力演習や海自の体験航海、空自によるブルーインパル
スの展示飛行などがある。また、全国に所在する駐屯地
や基地などでは、部隊の創立記念日などに、装備品の展
示や部隊見学などを行うとともに、地元の協力を得て、
市中でのパレードを行っている例もある。さらに、自衛
隊記念日記念行事の一環として、自衛隊音楽まつりを毎
年開催している1。

また、陸・海・空自がそれぞれ主担当となって観閲式、
観艦式、航空観閲式を行っている。海自創設70周年の節
目となる2022年は、相模湾において、海自のほか、陸空
自、海上保安庁、外国海軍などの参加を得て、前年の観
閲式と同様、無観客の形態で観艦式（国際観艦式）を実

 参照

動画：令和4年度国際観艦式（ダイジェスト版）
URL：https://www.youtube.com/watch?v=9DN3kIAuWpg

沖縄の離島（宮古島）で初の展示飛行を行うブルーインパルス
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施した。
広報施設の公開にも積極的に取り組んでおり、市ヶ谷

地区内の施設見学（市ヶ谷台ツアー）では、大本営地下
壕跡も公開されており、2023年3月末現在までに約47
万8,100人の見学者が訪れている。そのほか、各自衛隊
において、広報館や史料館などを公開している。

2	 各体験ツアーの公募は、防衛省・自衛隊ホームページなどで行っている。
3	 陸・海・空自の生活を体験するツアーであり、自衛隊地方協力本部が窓口となって、民間企業などからの依頼を受けて実施している。

3　隊内生活体験
防衛省・自衛隊は、大学生・大学院生又は女性を対象

とした自衛隊生活体験ツアー2や、団体・企業などを対
象とした隊内生活体験3を行っている。これらは、自衛隊
の生活や訓練を体験するとともに、隊員とじかに接する
ことにより、自衛隊に対する理解を促進するものであ
る。

海上自衛隊創設70周年の節目となる令和4（2022）
年度は、平成27（2015）年度以来7年ぶりとなる観
艦式を実施しましたが、地域唯一の多国間海軍協力の
枠組みである第18回西太平洋海軍シンポジウム
（WPNS：Western	Pacific	Naval	Symposium）の
併催行事としての国際観艦式の位置づけを有するもの
となりました。わが国はWPNSの議長国として、国内
では20年ぶり2度目となる国際観艦式を主催しまし
た。
11月6日、秋晴れの相模湾において、WPNS加盟

国のうち13か国から参加した艦艇18隻・航空機6
機を含む艦艇38隻・航空機34機が参加し、護衛艦
「いずも」に岸田文雄内閣総理大臣を迎え観閲を実施

し、WPNS加盟国海軍参謀長、各国の駐日大使や駐在
武官なども同乗しました。また、この模様を全世界に
向けてライブ配信することにより、海上自衛隊の士気
の高さと参加国海軍との連携・結束の強さを国内外に
広く発信しました。
さらに、今回は無観客の形態であったことから、10

月29日～11月13日の16日間を「フリートウィー
ク」として艦艇の一般公開や音楽隊による演奏会、横
須賀市内でのパレードなどの広報イベントを集中的に
実施し、国民の皆様に対して海上自衛隊や国際観艦式
に参加した各国海軍への理解と信頼の獲得に取り組み
ました。

相模湾における観閲 外国艦艇の一般公開

令和4（2022）年度国際観艦式解 説解 説
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	 22	 公文書管理・情報公開に関する取組

1　公文書の適切な管理及び情報公開
制度の適切な運用の必要性

わが国において最も重要な制度である民主主義の根幹
は、国民が正確な情報に接し、それに基づき国民が適切
な判断を行って主権を行使することにあり、国民が正確
な情報に接するうえで、政府が保有する行政文書は、最
も重要な資料である。このため、行政文書を適切に管理
し、情報公開請求に適切に対応することは、防衛省・自
衛隊を含む政府の重要な責務である。

2　公文書の適切な管理及び情報公開
制度の適切な運用の推進

防衛省・自衛隊は、南スーダン日報問題及びイラク日
報問題により、防衛省・自衛隊に対する国民の不信を招
いたことを重く受け止めている。

防衛省・自衛隊は、政府全体として公文書管理の適正
化に向けて必要となる施策を取りまとめた「公文書管理
の適正の確保のための取組について」（平成30年7月20
日行政文書の在り方等に関する閣僚会議決定）も踏まえ
た再発防止策に全力で取り組み、職員の意識や組織の文
化を改革し、チェック態勢を充実させるなど、行政文書の
管理や情報公開請求への対応の適正化に取り組んでいる。

資料77（防衛省における情報公開の実績（2022年
度））

	 33	 政策評価などに関する取組

1　政策評価への取組
防衛省は、政策評価制度に基づき各種施策について評

価を行っており、2022年度には、防衛大綱及び中期防
の主要な政策のほか、研究開発や租税特別措置に関する
事業の政策評価を行った。

2　証拠に基づく政策立案（E
Evidence-Based Policy Making

BPM）
の推進

防衛省は、EBPMの取組を担当する政策立案総括審議
官のもと、政策評価などと連携し、EBPMの取組を推進
している。

3　個人情報保護に関する取組
「個人情報の保護に関する法律」に基づき、個人の権利

利益を保護するため、保有する個人情報の安全管理など
の措置を講ずるとともに、保有個人情報の開示請求など
に適切に対応している。

4　公益通報者保護制度の適切な運用
防衛省では、内部の職員などからの公益通報に対応す

る制度と外部の労働者などからの公益通報に対応する制
度を整備し、それぞれの窓口を設置して公益通報への対
応、公益通報者の保護などを行っている。

 参照
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海警　／　61, 64, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 77, 84, 89, 140, 274
海警法　／　66, 89, 90
海上協力　／　77, 79, 82, 133
海上警備行動　／　258, 269, 275, 277, 278, 398, 399
海上交通路（シーレーン）　／　89, 292, 354, 397
海上阻止　／　376
海上民兵　／　66, 67, 89, 90
海上優勢　／　65, 94, 216, 217, 279, 281, 290, 292
海賊　／　34, 79, 80, 140, 143, 160, 182, 183, 258, 269, 322, 

369, 374, 376, 387, 397, 398, 399, 400, 401
海賊対処行動　／　258, 397, 398, 399
ガイドライン（日米防衛協力のための指針）　／　299, 322, 324, 

325, 336, 337, 426, 476

索引（50音、アルファベット順）
1　本索引は、本文（脚注を含む）に使用されている用語及び略語を対象としており、関係する用語又は略語を→で示しています。

2　�数字は、その用語及び略語が出ているページです。ただし、数字がゴシック体のページは、その用語に関する意義などを説明し
ているページです。
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海洋安全保障　／　141, 146, 152, 157, 158, 182, 183, 203, 
214, 228, 270, 323, 324, 325, 373, 374, 390, 391, 
392, 395, 397, 400, 401, 429

海洋基本計画　／　397, 401
海洋状況把握（MDA）　／　138, 144, 401, 422
海洋プラットフォーム　／　80
化学・生物・放射線・核（→CBRN）　／　324
化学兵器禁止機関（→OPCW）　／　408
化学兵器禁止条約（→CWC）　／　104, 186, 408
拡散に対する安全保障構想（→PSI）　／　408, 409
核実験　／　99, 101, 102, 103, 114, 115, 116, 120, 147, 185, 

283, 328
核心的利益　／　46, 87, 91
核・生物・化学（→NBC）　／　185, 304, 314
核態勢の見直し　／　52, 329
拡大抑止　／　51, 52, 120, 200, 203, 211, 327, 329, 331, 332
核兵器　／　34, 39, 42, 43, 47, 52, 61, 68, 81, 99, 100, 101, 

102, 103, 104, 106, 111, 112, 113, 114, 115, 118, 
120, 123, 124, 133, 147, 185, 195, 210, 211, 266, 
321, 322, 330, 408

核兵器不拡散条約（→NPT）　／　185, 195, 408
駆け付け警護　／　261, 262
可動数　／　217, 224, 235, 239, 311, 313
カマンダグ　／　142, 382
カリブル　／　125, 127, 128, 129, 130, 132
環境影響評価　／　342, 345, 346, 351
環境整備法（防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律）　／　

474

き
キーン・エッジ　／　465
基金　／　45, 155, 168, 170, 220, 229, 412, 414, 424
気候変動　／　33, 48, 49, 50, 87, 138, 139, 153, 156, 164, 

188, 189, 190, 197, 199, 201, 202, 203, 210, 217, 
311, 314, 318, 330, 391, 392, 479, 480, 482

キーン・ソード　／　465
技術管理　／　219, 408
技術的優越　／　168, 229, 411, 412, 416, 418, 420
北大西洋条約機構（→NATO）　／　85, 151, 243, 393
基地対策経費　／　242
機動展開能力　／　212, 217, 218, 221, 223, 225, 226, 231, 

232, 235, 236, 237, 239, 266, 281, 283, 306, 464
キラー衛星　／　171, 295
急患輸送　／　75, 214, 318, 472
九段線　／　75, 77, 84, 140
共同開発　／　82, 137, 144, 148, 149, 178, 219, 226, 290, 

338, 369, 372, 411, 414, 416, 418, 419, 420, 424, 
425, 426, 427, 431

共同計画策定メカニズム（→BPM）　／　323, 337
共同使用　／　226, 227, 314, 332, 334, 350, 359, 470, 473, 

474
共同対処行動　／　323, 326
共同統合運用調整所　／　343
機雷　／　158, 236, 292, 311, 332, 428, 464, 472
きらめき（1、2、3号）→Xバンド防衛通信衛星　／　294
緊急対処事態　／　255
キンジャル　／　125, 127, 128
緊急発進（スクランブル）　／　71, 73, 74, 130, 259, 275, 276, 

277

く
クアッド　／　49, 50, 88, 89, 361
グアム協定　／　350, 351
クイーン・エリザベス　／　154
空母艦載機着陸訓練（FCLP）　／　342
空母打撃群　／　50, 51, 54, 90, 154, 157, 400, 466
空母「山東」　／　71, 75, 76, 77, 89
空母「福建」　／　66
国後島　／　130, 131
クラスター弾に関する条約（オスロ条約）　／　408, 409
クリスマス・ドロップ　／　386, 468
クルー制　／　444
グレーゾーン　／　33, 34, 50, 75, 76, 91, 93, 136, 164, 207, 

321, 322, 463, 465
グローバル・センチネル　／　296
グローバル戦闘航空プログラム（GCAP）　／　418, 427, 428
グローバル・ホーク（RQ-4B）　／　274
クロス・ドメイン　／　208
軍事拠点化　／　59, 70, 75, 77, 78, 89, 136, 139, 143, 210
軍事支出報告制度　／　408, 409
軍備管理　／　33, 49, 52, 87, 89, 132, 185, 186, 203, 360, 

408, 409
軍備登録制度　／　408, 409
軍民融合　／　57, 58, 81, 168, 169
訓練移転　／　341, 352

け
警戒監視　／　46, 70, 71, 114, 128, 154, 155, 156, 166, 212, 

216, 220, 225, 226, 259, 268, 272, 273, 274, 278, 
279, 281, 284, 286, 288, 304, 307, 320, 323, 324, 
325, 327, 328, 329, 332, 333, 375, 398, 399, 446

警戒管制レーダー　／　216, 236, 248, 275, 287, 382, 383, 
429, 480

継戦能力　／　41, 42, 43, 78, 217, 239, 292, 311, 328, 334, 
338

経済安全保障　／　164, 169, 170, 197, 201, 204, 246, 309, 
330, 331, 368, 371, 376, 414, 421, 438

契約制度研究会　／　434
ゲーム・チェンジャー　／　33, 57, 81, 164, 210, 281, 411, 

416, 417, 418, 420, 421, 423
研究開発ビジョン　／　438
原子力空母　／　65, 114, 358, 474
原子力災害　／　228, 260, 318

こ
公益通報者保護制度　／　485
公海自由の原則　／　143, 144, 182
航空宇宙自衛隊　／　218, 225, 226, 295
航空優勢　／　93, 216, 217, 279, 281, 290, 291, 292, 302, 

323, 324, 418, 419
攻撃的兵器　／　88, 194, 213
航行の自由　／　89, 137, 154, 182, 184, 397
航行の自由作戦　／　51, 90
交戦権　／　194, 195
抗たん性　／　50, 87, 89, 91, 153, 156, 178, 188, 189, 215, 

216, 217, 218, 223, 231, 236, 294, 295, 299, 311, 
314, 315, 324, 332, 334, 341

後年度負担額　／　237
公文書管理　／　460, 483, 485
コープ・ノース　／　367, 466
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コールド・ローンチシステム　／　107, 108, 109, 110
五か国防衛取極（→FPDA）　／　138, 143
小型衛星コンステレーション　／　45, 294
極超音速　／　38, 49, 62, 63, 65, 99, 101, 103, 108, 111, 112, 

113, 114, 115, 125, 127, 132, 136, 164, 165, 215, 
222, 225, 229, 232, 236, 279, 280, 281, 283, 285, 
287, 289, 290, 327, 329, 421, 422, 425

極超音速兵器　／　38, 81, 124, 164, 165, 171, 213, 215, 216, 
231, 285

国際共同開発・生産　／　431
国際緊急援助活動　／　262, 263, 333, 378, 386, 402, 406, 

407, 459
国際テロリズム　／　151, 155, 162
国際平和共同対処事態　／　260, 261, 263, 320, 402
国際平和協力業務　／　261, 262, 263, 333, 379, 402, 403, 

406, 473
国際平和協力センター（PKOセンター）　／　228, 402
国際平和支援法　／　260, 320
国際連携平和安全活動　／　261, 320, 403
国際連合（国連）　／　39, 41, 43, 46, 47, 75, 80, 81, 83, 84, 

91, 99, 101, 115, 116, 117, 118, 121, 123, 133, 
142, 150, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 171, 
176, 182, 204, 206, 228, 256, 259, 260, 261, 262, 
268, 274, 296, 322, 327, 330, 331, 333, 361, 368, 
373, 379, 388, 389, 398, 400, 402, 403, 405, 406, 
408, 409, 424, 426, 430, 479

国際連合平和維持活動（国連PKO）　／　80, 85, 228, 261, 262, 
365, 383, 402, 403, 404, 405, 406, 468

国土強靱化　／　239, 318
国防科学技術工業局　／　81
国防費　／　57, 59, 60, 81, 93, 99, 119, 120, 121, 124, 140, 

144, 155, 210, 243, 244, 245
国民保護　／　204, 212, 214, 217, 218, 219, 221, 223, 226, 

227, 231, 232, 235, 236, 237, 239, 255, 257, 266, 
275, 279, 304, 305, 306, 318, 442

国連海洋法条約（→UNCLOS）　／　84, 142, 182, 397
国連南スーダン共和国ミッション（→UNMISS）　／　160, 403, 

405
個人情報保護　／　485
固体燃料推進方式　／　61, 62, 106, 107, 108, 109, 110, 112
国家安全保障会議　／　194, 195, 196, 197, 198, 206, 207, 

208, 220, 246, 259, 260, 270, 424, 425, 428
国家安全保障局　／　176, 246, 309
国家安全保障戦略（安保戦略）　／　192, 197, 198, 199, 200, 

203, 209, 220, 246, 293, 327, 328, 329, 330, 369, 
370, 372, 392, 397, 408, 421, 424, 438, 453, 463, 
473, 477

国家安全保障戦略（米国）（→NSS）　／　48, 87, 117, 157, 162, 
178, 328, 329, 330

国家安全保障戦略（ロシア）　／　123, 129, 176
国家防衛戦略（防衛戦略）　／　92, 93, 192, 197, 198, 199, 200, 

203, 206, 209, 210, 212, 215, 220, 221, 227, 235, 
246, 252, 266, 272, 279, 281, 285, 305, 308, 311, 
321, 328, 329, 332, 336, 338, 360, 380, 385, 397, 
408, 411, 412, 415, 423, 431, 438, 445, 457, 460, 
472, 480

国家防衛戦略（米国）（→NDS）　／　48, 87, 172, 178
コブラ・ゴールド　／　143, 319

さ
ザーパド　／　128

災害派遣　／　260, 263, 304, 316, 317, 318, 319, 333, 378, 
442, 443, 444, 449, 454, 457, 463, 473

在外邦人等の保護措置　／　228, 259, 319
在韓米軍　／　51, 54, 100, 118, 120, 121, 122
歳出化経費　／　242
最適化　／　70, 89, 136, 146, 149, 189, 212, 215, 216, 222, 

226, 230, 243, 313, 329, 342, 354, 432, 435
再突入技術　／　115
在日米軍関係経費　／　340, 341
在日米軍再編　／　215, 227, 329, 341, 342, 345, 354, 474, 

475, 476
在日米軍駐留経費負担　／　340, 341
サイバー空間　／　33, 51, 54, 151, 164, 175, 177, 178, 201, 

223, 225, 297, 298, 299, 300, 309, 322, 324, 325, 
392

サイバー軍　／　54, 178
サイバー攻撃　／　33, 34, 45, 69, 75, 76, 91, 93, 155, 164, 

175, 176, 177, 178, 179, 180, 186, 199, 216, 223, 
225, 229, 297, 298, 299, 301, 411, 413, 415

サイバーセキュリティ　／　45, 149, 169, 176, 177, 178, 179, 
215, 216, 218, 219, 222, 223, 226, 229, 231, 295, 
297, 298, 299, 300, 301, 327, 329, 338, 392, 395, 
411, 412, 413, 421

再編交付金　／　354, 474, 475
再編特措法　／　354, 474
再編の実施のための日米ロードマップ（ロードマップ）　／　329, 

341, 342, 343, 344, 345, 348, 350, 352, 354, 366
SACO関係経費　／　237
サルマト　／　42, 125, 165
サプライチェーン　／　33, 49, 136, 148, 164, 168, 169, 170, 

177, 187, 189, 204, 219, 226, 229, 231, 327, 329, 
330, 338, 365, 411, 412, 413, 414, 415, 438

参加5原則　／　261
産業基盤　／　81, 123, 135, 136, 338, 365, 414, 424, 430
三戦　／　58, 93
三段階発展戦略　／　58

し
シーレーン（海上交通路）　／　54, 78, 214, 354, 361, 367, 380, 

384, 386, 397
自衛権　／　102, 194, 195
自衛隊サイバー防衛隊　／　223, 226, 298, 299
自衛隊新卒　／　443
自衛隊統合防災演習（→JXR）　／　463
自衛隊法　／　251, 259, 260, 263, 269, 275, 277, 286, 308, 

319, 320, 366, 402, 428, 429, 430, 442, 448
Jアラート　／　288, 305
ジェンダー視点のNATO委員会（→NCGP）　／　373
指揮統制・情報関連機能　／　212, 216, 218, 221, 223, 226, 

231, 232, 235, 237, 239, 266
次期戦闘機　／　221, 229, 239, 327, 369, 372, 418, 419, 420, 

425, 427, 428, 431, 432, 435
指向性エネルギー兵器　／　216
地震防災派遣　／　260
持続性・強靱性　／　208, 212, 217, 218, 221, 224, 226, 231, 

235, 237, 239, 266, 311, 314, 457
事態対処法（武力攻撃事態等及び存立危機事態における我が国の平

和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律）　
／　254

自動警戒管制システム（→JADGE）　／　286
若年定年制　／　440, 447

489 令和5年版 防衛白書

防衛2023_5-2_索引.indd   489防衛2023_5-2_索引.indd   489 2023/06/23   10:12:072023/06/23   10:12:07



シャングリラ会合（IISSアジア安全保障会議）　／　369, 375, 
377, 378, 381, 386, 388, 392

上海協力機構（→SCO）　／　43, 82
集団安全保障条約機構（CSTO）　／　43, 133
集団的自衛権　／　43, 133, 174
自由で開かれたインド太平洋（FOIP）　／　49, 50, 51, 53, 88, 

90, 154, 193, 201, 214, 222, 227, 228, 327, 328, 
330, 360, 361, 362, 366, 462, 467

柔軟に選択される抑止措置（FDO）　／　212, 214, 227, 272, 
323, 328

重要影響事態　／　256, 257, 259, 260, 261, 263, 402
取得改革　／　434
シュリーバー演習　／　296
巡航ミサイル　／　38, 47, 52, 62, 65, 66, 67, 68, 77, 92, 94, 

99, 100, 111, 112, 119, 120, 125, 127, 129, 130, 
132, 134, 136, 145, 147, 150, 159, 165, 186, 266, 
283, 304, 332

常備自衛官　／　225, 226, 233, 234, 444
常設の統合司令部　／　218, 225, 226, 252, 253, 328
情報公開　／　424, 448, 483, 485
情報公開制度　／　485
情報戦　／　32, 33, 34, 47, 164, 167, 176, 179, 204, 210, 211, 

214, 217, 218, 223, 225, 226, 233, 234, 236, 266, 
290, 307, 308, 309, 310, 416

情報通信技術（→ICT）　／　85, 164, 167, 181, 422, 423
情報保護協定　／　363, 365, 368, 369, 370, 371, 372, 377, 

379
自律型致死兵器システム（LAWS）　／　166, 409
新型護衛艦（新艦艇、FFM）　／　225, 226, 236, 432
新型コロナウイルス　／　84, 85, 116, 138, 143, 145, 177, 188, 

260, 316, 317, 385, 392, 395, 443, 444, 459, 483
人件・糧食費　／　237, 241, 242
侵攻　／　44, 47, 75, 76, 91, 92, 93, 94, 151, 159, 206, 211, 

212, 214, 215, 217, 219, 221, 222, 223, 231, 235, 
254, 266, 272, 279, 281, 290, 291, 292, 302, 303, 
305, 321, 332

人工知能　／　49, 57, 81, 136, 147, 148, 164, 166, 168, 181, 
231, 308, 309, 411, 423

人的基盤　／　203, 220, 221, 222, 230, 231, 240, 295, 439
人道支援・災害救援（→HA／DR）　／　80, 145, 324, 353, 354, 

367, 370, 382, 383, 385, 386, 390, 406, 429, 468
人民武装警察部隊（武警）　／　60
信頼醸成　／　83, 145, 296, 361, 363, 364, 375, 380, 391, 

392, 393, 394, 403, 409

す
水爆　／　102
水陸機動団　／　233, 234, 248, 282, 283, 466
スウォーム　／　68, 70, 166, 229, 239, 302
スカーボロ礁　／　77, 142
スカッド　／　101, 103, 106, 107, 187
スクランブル（緊急発進）　／　259, 275, 276
スタンド・オフ　／　234, 236, 281, 302
スタンド・オフ防衛能力　／　203, 212, 213, 215, 218, 221, 

222, 223, 225, 226, 229, 231, 232, 235, 237, 239, 
266, 279, 281, 283, 285, 294, 311

スタンド・オフ電子戦機　／　232, 302, 418, 435
スタンド・オフ・ミサイル　／　136, 215, 218, 222, 223, 226, 

231, 233, 234, 279, 280, 311, 314
ステルス　／　68, 92, 131, 283
ステレグシチー級フリゲート　／　130
スビ礁　／　75, 77

スペースデブリ　／　171

せ
政策評価　／　485
政策立案機能　／　218, 228, 460
西沙諸島　／　77, 84, 89
生物兵器禁止条約（→BWC）　／　104, 186, 408, 409
積極的平和主義　／　199, 219, 468
接続水域　／　59, 71, 72, 73, 74, 274, 278
瀬取り　／　83, 116, 154, 155, 156, 268, 369, 376
尖閣諸島　／　50, 57, 58, 59, 62, 70, 71, 72, 73, 74, 89, 274, 

278, 328, 336, 388, 389
戦区　／　61, 65, 70, 76, 80, 92, 94
専守防衛　／　194, 195, 200, 212, 323
潜水艦発射弾道ミサイル（→SLBM）　／　52, 54, 61, 62, 107, 

108, 119, 125
船舶検査活動　／　256, 261
戦略支援部隊　／　60, 61, 68, 85, 92, 94, 173, 175, 181
戦略的コミュニケーション　／　214, 272
戦略爆撃機　／　52, 137, 194, 213

そ
早期警戒情報（→SEW）　／　286
早期装備化　／　216, 219, 222, 223, 229, 231, 417, 423, 435
総合取得改革　／　434
総合評価落札方式　／　436
総合ミサイル防空　／　285
相互運用性　／　137, 142, 147, 148, 181, 222, 227, 302, 320, 

323, 332, 333, 334, 338, 341, 352, 365, 366, 367, 
368, 369, 465, 466, 467

相互の防衛調達に関する覚書（→RDP MOU）　／　338
ゾーンディフェンス　／　183, 398
即応性　／　50, 51, 61, 64, 137, 143, 152, 154, 189, 207, 212, 

215, 228, 323, 332, 334, 338, 341, 345, 354, 418, 
445, 465, 470, 475

即応予備自衛官　／　225, 234, 260, 442, 443, 448
即応予備自衛官雇用企業給付金　／　442
存立危機事態　／　254, 255, 257, 258, 320

た
ターミナル段階　／　120, 285, 289
第一線救護　／　457
対衛星兵器（→ASAT）　／　128, 165, 171, 295
大規模接種会場　／　459
大規模地震対処計画　／　318
大規模接種センター　／　459
第5世代戦闘機　／　67, 68, 94, 127, 166, 419
第3海兵機動展開部隊（ⅢMEF）　／　341, 342, 348, 350
退職自衛官　／　305, 318, 444, 447, 448, 449
対中武器禁輸措置　／　85
対特殊武器衛生隊　／　304
第151連合任務群　／　183, 398, 399
太平洋抑止イニシアティブ　／　53
対米武器・武器技術供与取極　／　338
大陸間弾道ミサイル（→ICBM）　／　61, 62, 99, 101, 109, 110, 

115, 186, 194
対領空侵犯措置（領空侵犯に対する措置）　／　212, 259, 263, 

275, 276, 277, 286, 446
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大量破壊兵器　／　34, 51, 99, 100, 101, 116, 120, 124, 151, 
154, 182, 185, 186, 187, 207, 210, 286, 322, 360, 
375, 408, 409

竹島　／　34
多国間安全保障協力　／　361, 394
多国間共同訓練　／　143, 319, 320, 367, 376, 377, 384, 393, 

394, 400, 467, 468
多国籍部隊・監視団（MFO）　／　320, 403
多次元統合防衛力　／　208, 211, 212, 221, 235, 266
タリスマン・セイバー　／　137
タリバーン　／　149, 159, 160, 163
タリンマニュアル　／　179
短距離離陸・垂直着陸（→STOVL）　／　302, 425
弾道ミサイル　／　38, 45, 52, 61, 62, 63, 64, 65, 68, 69, 75, 

76, 77, 83, 89, 91, 92, 94, 99, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 
114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 125, 127, 142, 
147, 150, 157, 159, 164, 165, 171, 172, 182, 185, 
186, 187, 197, 207, 210, 212, 213, 222, 251, 258, 
259, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 304, 
305, 306, 320, 322, 323, 324, 327, 328, 332, 336, 
375, 376, 391, 408, 465, 466, 467

弾道ミサイル等に対する破壊措置　／　258, 263, 284
弾道ミサイル防衛（→BMD）　／　63, 112, 120, 225, 232, 234, 

284, 286, 288, 289, 311, 323, 338

ち
治安出動　／　257, 263, 275, 304
力による一方的な現状変更　／　33, 34, 39, 47, 57, 59, 70, 73, 

78, 81, 94, 151, 199, 201, 202, 210, 211, 212, 214, 
215, 219, 227, 265, 266, 268, 272, 274, 303, 309, 
321, 327, 328, 330, 331, 332, 360, 366, 368, 372, 
377, 378, 379, 380, 388, 389, 393, 397, 424, 465

地対空誘導弾　／　216, 218, 222, 232, 233, 234, 236, 248, 
283, 285, 287, 289, 464, 470

知的財産管理　／　413, 431
智能化　／　57, 58, 59, 69, 70, 81, 88
地方協力本部　／　305, 318, 439, 473, 484
地方公共団体　／　214, 227, 228, 248, 251, 254, 255, 303, 

305, 306, 316, 318, 319, 324, 345, 439, 447, 448, 
461, 463, 472, 473, 474, 475, 476, 477

地方防衛局　／　248, 251, 305, 441, 473, 479
中央軍事委員会　／　59, 60, 61, 66, 70, 166, 173
中央特殊武器防護隊　／　304
中期防衛力整備計画（中期防）　／　197, 198, 221, 311, 485
中距離核戦力（INF）全廃条約　／　38, 52, 62, 132
中距離弾道ミサイル　／　38, 61, 62, 77, 101, 109, 120, 147, 

150, 186
中朝首脳会談　／　118
中朝友好協力及び相互援助条約　／　83, 118
中東地域への自衛隊派遣　／　268
駐留軍用地特措法（日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び

安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国
における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土
地等の使用等に関する特別措置法）　／　339, 355

長期契約　／　230, 243, 412, 434, 435
朝鮮戦争　／　118
庁内託児施設　／　454

つ
「2＋2」　／　89, 133, 138, 147, 173, 178, 286, 290, 296, 299, 

325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 338, 341, 342, 
345, 348, 350, 352, 363, 365, 366, 368, 369, 370, 
371, 380, 382, 429

ツィルコン　／　38, 127, 128, 132, 165

て
ティルト・ローター機　／　426
デジタルトランスフォーメーション　／　313
テポドン　／　103, 105, 111, 116
デュアル・ユース　／　168, 417, 426, 461
電子作戦隊　／　233, 234
電磁波　／　32, 33, 47, 51, 57, 68, 69, 128, 164, 180, 201, 

208, 211, 214, 216, 218, 223, 231, 235, 251, 266, 
279, 295, 301, 302, 309, 314, 332, 411, 421, 422, 
460, 463, 466

電波妨害装置（ジャマー）　／　171, 181

と
ドイツ　／　45, 53, 155, 158, 169, 181, 184, 268, 296, 297, 

300, 362, 364, 371, 426, 428, 467
統合運用　／　89, 119, 207, 211, 218, 222, 225, 226, 228, 

229, 248, 251, 252, 253, 266, 279, 319, 463, 465
統合軍　／　53, 54, 75, 76, 91, 146, 172, 178, 378
統合訓練　／　64, 70, 76, 93, 227, 319, 463
統合計画　／　342, 346, 348, 349, 350
統合司令部　／　218, 225, 226, 252, 253, 238
統合防空ミサイル防衛　／　212, 215, 216, 218, 221, 222, 223, 

226, 231, 232, 235, 237, 239, 266, 283, 284, 285, 
286, 287, 332

統合任務部隊　／　42, 152, 172, 215, 222, 251, 319, 463, 466
統合抑止　／　48, 50, 53
島嶼防衛　／　225, 232, 233, 234, 236, 280, 418, 432, 466
同志国　／　47, 58, 94, 193, 200, 202, 203, 205, 209, 210, 

211, 214, 215, 217, 219, 226, 227, 264, 272, 294, 
296, 299, 309, 310, 327, 328, 330, 331, 332, 337, 
360, 361, 365, 366, 370, 371, 372, 385, 392, 397, 
421, 426, 462, 467, 468, 469

同盟強靱化予算　／　227, 340, 341
同盟調整メカニズム（→ACM）　／　215, 323, 324, 328, 332, 

336, 337
トーポリ　／　125
特定通常兵器使用禁止・制限条約（→CCW）　／　166, 408, 

409
特定防衛施設周辺整備調整交付金　／　474
特別協定　／　121, 341
特別研究官制度　／　434
ドローン　／　76, 163, 164, 229, 239, 302, 420, 428, 447, 

477
トンガ　／　85, 378, 386

な
内閣サイバーセキュリティセンター（→NISC）　／　297
ナゴルノ・カラバフ　／　43
NATOサイバー防衛協力センター（→CCDCOE）　／　179, 

300, 373, 378
南海トラフ　／　228, 318, 463
南沙諸島　／　67, 75, 77, 89, 142, 144, 181
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南北首脳会談　／　117

に
偽情報　／　33, 34, 45, 76, 93, 149, 152, 154, 164, 167, 168, 

177, 199, 204, 210, 217, 309, 310
日ASEAN防衛当局次官級会合　／　392, 429
日印秘密軍事情報保護協定　／　368
日韓GSOMIA　／　376
日中防衛当局間の海空連絡メカニズム（海空連絡メカニズム）　／　

182, 388, 389
日米安全保障協議委員会（→SCC）　／　89, 286, 325, 326, 328, 

329, 330, 331, 332, 338
日米安保条約（日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全

保障条約）　／　89, 256, 299, 321, 322, 326, 332, 
333, 338, 339

日米宇宙協力ワーキンググループ（→SCWG）　／　296
日米韓防衛実務者協議（→DTT）　／　376
日米共同開発　／　290
日米共同技術研究　／　289
日米共同統合演習　／　299, 464, 465
日米共同統合防災訓練　／　463
日米合同委員会　／　326, 339, 352, 359
日米サイバー防衛政策ワーキンググループ（→CDPWG）　／　

299
日米装備・技術定期協議（→S&TF）　／　338
日米地位協定（日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全

保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国にお
ける合衆国軍隊の地位に関する協定）　／　339, 340, 
341, 357, 473

日米防衛協力のための指針（ガイドライン）　／　290, 322, 323, 
325

任期制　／　440, 441, 443, 447, 448
認知戦　／　75, 76, 91, 92, 93
認知領域　／　70, 204, 214, 217, 223, 231, 236, 309, 411

の
能力構築支援　／　149, 153, 219, 227, 228, 272, 300, 324, 

360, 361, 363, 364, 366, 380, 381, 382, 383, 384, 
385, 386, 392, 394, 395, 396, 401, 403, 426, 457, 
459

能動的サイバー防御　／　203, 216, 298
ノドン　／　101, 103, 106, 107, 111

は
バイエルン　／　155, 371
排他的経済水域（→EEZ）　／　38, 75, 76, 77, 84, 91, 116, 

140, 141, 210, 269, 272, 375
ハイブリッド戦　／　33, 47, 124, 149, 151, 152, 164, 211, 

217, 223, 266, 290
派遣海賊対処行動航空隊　／　268, 269, 398, 399, 400
派遣海賊対処行動支援隊　／　398, 399
派遣海賊対処行動水上部隊　／　268, 269, 373, 387, 398, 399, 

400
パシフィック・ヴァンガード　／　376, 377, 467
パシフィック・パートナーシップ　／　394
バスチオン　／　77, 129, 131, 132
働き方改革　／　453
抜本的強化　／　209, 231, 237, 281, 300, 327, 329, 412, 415, 

445
ハラスメント　／　203, 220, 230, 450, 451, 452

反撃能力　／　38, 193, 203, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 
222, 226, 283, 285, 327, 328, 329, 330, 332

板門店宣言文　／　117

ひ
BMD統合任務部隊　／　286
ビエンチャン・ビジョン2.0　／　380, 391, 392
非核化　／　49, 51, 83, 99, 104, 117, 118, 327, 330, 331, 375
非核三原則　／　195, 200, 323
東シナ海　／　34, 57, 58, 65, 66, 70, 71, 72, 76, 77, 80, 82, 

133, 153, 154, 155, 182, 202, 268, 272, 274, 276, 
327, 328, 378, 381, 388, 389, 397

東シナ海防空識別区　／　58, 70, 71
東日本大震災　／　208
非国家主体　／　186, 187
非戦闘員退避活動（→NEO）　／　394
比中仲裁判断　／　75, 77, 89, 90, 142, 143
非伝統的安全保障分野　／　80, 369, 376, 391, 394, 429

ふ
ファーウェイ　／　169, 177
ファイアリークロス礁　／　75, 77
ブースト段階　／　289
部外転用　／　430
武器貿易条約（→ATT）　／　408, 409
武器輸出三原則　／　290, 338
武警（人民武装警察部隊）　／　60, 61, 64, 66, 67
不審船　／　278
武装工作員　／　303, 304
物件費　／　231, 237, 239, 241, 242, 243
物品役務相互提供協定（→ACSA）　／　320, 333, 335, 360, 

363, 365
★日印ACSA　／　368
★日英ACSA　／　369
★日加ACSA　／　377
★日豪ACSA　／　365
★日仏ACSA　／　370
★日米ACSA　／　320, 333
普天間飛行場代替施設　／　329, 342, 345, 346
不発弾　／　395, 472
ブラヴァ　／　125
ブラモス　／　145, 147
武力攻撃事態　／　214, 227, 254, 255, 274, 275, 284, 286, 

305, 306, 333, 463, 465
武力攻撃予測事態　／　254
プルトニウム　／　101, 102, 157
プロジェクト管理　／　222, 230, 244, 248, 412, 420, 433, 

434, 435
プロジェクトマネージャー　／　433, 434
プロフェッショナル・エアマンシップ・プログラム　／　392
文民統制　／　195, 196, 251, 258

へ
米韓合同軍事演習　／　51, 120
米軍再編　／　237, 327, 329, 339, 340, 341, 342
米軍再編関係経費　／　237
米軍等の部隊の武器等の防護　／　259, 320
米国防省高等研究計画局（→DARPA）　／　166, 167, 421
米朝首脳会談　／　51, 99, 117
平和安全法制　／　213, 228, 320, 333, 402
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平和維持活動即応能力登録制度（→PCRS）　／　402
平和構築　／　391
ペトリオット（→PAC-3）　／　222, 283, 286, 287, 289, 425, 

464, 470
辺野古　／　327, 329, 345

ほ
防衛会議　／　196, 251
防衛関係費　／　59, 230, 235, 237, 238, 241, 242, 243, 244, 

445
防衛監察本部　／　248, 436, 451, 452
防衛協力小委員会（→SDC）　／　325, 326
防衛計画の大綱（防衛大綱）　／　197, 198, 206, 207, 208, 209, 

231, 234, 485
防衛研究所　／　218, 228, 248, 299, 441, 460, 461
防衛施設　／　59, 212, 217, 218, 224, 231, 235, 237, 248, 

251, 311, 441, 472, 473, 474, 475, 477
防衛出動　／　195, 254, 258, 263, 275, 284, 290, 304, 442
防衛省気候変動対処戦略　／　392, 479, 482
防衛省気候変動タスクフォース　／　479, 482
防衛生産基盤　／　168, 212, 219, 229, 231, 239, 411, 413
防衛技術基盤　／　219, 229, 239, 412, 416, 417
防衛生産・技術基盤　／　168, 203, 211, 219, 221, 229, 231, 

235, 248, 410, 411, 412, 414, 415, 419, 425, 438
防衛生産・技術基盤戦略　／　412
防衛装備移転三原則　／　203, 219, 290, 411, 414, 415, 424, 

425, 428, 429, 430
防衛装備・技術協力　／　215, 222, 226, 227, 248, 272, 324, 

325, 338, 360, 361, 363, 367, 368, 369, 371, 380, 
382, 387, 412, 416, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 
431

防衛装備庁　／　248, 251, 252, 306, 365, 412, 414, 417, 418, 
420, 421, 425, 428, 429, 430, 431, 433, 435, 436, 
437, 441, 461

防衛装備品・技術移転協定　／　360, 363, 368, 369, 370, 371, 
372, 378, 381, 383, 386, 426, 427, 428, 429, 430

防衛目標　／　206, 209, 211, 212, 264, 265, 266, 279, 360
★日インドネシア防衛装備品・技術移転協定　／　429
★日豪防衛装備品・技術移転協定　／　365, 426
防衛駐在官　／　307, 308, 373, 377, 383
防衛調達審議会　／　436
防衛問題セミナー　／　473
防衛力整備　／　155, 156, 197, 198, 206, 209, 221, 230, 235, 

236, 237, 242, 243, 248, 251, 435
防衛力整備計画（整備計画）　／　192, 197, 198, 209, 221, 226, 

231, 232, 233, 234, 235, 237, 243, 246, 248, 285, 
299, 306, 311, 313, 314, 423, 431, 432, 434, 440, 
444, 446, 447, 458

防衛力の意義　／　265
防衛力の抜本的強化　／　47, 193, 203, 209, 211, 212, 214, 

215, 220, 221, 222, 224, 225, 235, 236, 237, 244, 
265, 266, 305, 321, 327, 329, 330, 332, 392, 423, 
463

包括的核実験禁止条約（→CTBT）　／　408, 409
包括的共同作業計画（→JCPOA）　／　157
防空識別圏（→ADIZ）　／　277
防空のための作戦　／　290, 291
防災業務計画　／　318
飽和攻撃　／　38, 94, 106, 113, 213, 285
北斗　／　69, 172
保障基地　／　79, 160
北極海　／　53, 79, 183, 184, 188, 397

北方領土　／　34, 43, 130, 131, 132, 202, 210
捕虜　／　168
ボレイ級弾道ミサイル搭載原子力潜水艦（ボレイ級SSBN）　／　

125, 129, 132

ま
馬毛島　／　327, 329, 342, 470, 473
マラバール　／　138, 147, 467
マルウェア　／　175, 176, 177

み
ミサイル防衛見直し　／　52, 332
ミスチーフ礁　／　75, 77, 181
ミッドコース段階　／　63, 65, 285, 289
南シナ海　／　34, 50, 51, 57, 59, 65, 66, 67, 70, 71, 75, 77, 

78, 80, 82, 84, 87, 89, 90, 137, 138, 139, 140, 142, 
143, 144, 145, 153, 181, 182, 202, 210, 327, 377, 
378, 381, 382, 383, 388, 389, 397

ミュンヘン安全保障会議　／　392
ミラージュ2000　／　92
民間転用　／　57, 430
ミンスク合意　／　45
民生支援活動　／　472

む
無人化・省人化　／　212, 222, 420, 432, 444
無人機　／　45, 46, 51, 68, 71, 73, 76, 86, 124, 125, 127, 131, 

140, 144, 145, 146, 148, 150, 157, 158, 159, 165, 
166, 181, 216, 222, 223, 225, 226, 228, 231, 233, 
234, 236, 273, 275, 281, 327, 329, 333, 334, 420, 
421, 432, 473, 477

無人アセット　／　47, 211, 216, 221, 222, 223, 229, 231, 235, 
236, 266, 280, 281

無人アセット防衛能力　／　203, 212, 216, 218, 221, 222, 226, 
231, 232, 235, 237, 239, 266, 280

め
メンタルヘルスケア　／　441

や
役割・任務・能力　／　215, 332
ヤマサクラ（YS）　／　382, 465, 466

ゆ
有償援助（→FMS）　／　338, 414, 436

よ
抑止力　／　43, 47, 48, 51, 52, 61, 87, 99, 100, 102, 113, 114, 

120, 123, 125, 128, 137, 147, 150, 152, 154, 156, 
178, 203, 207, 209, 211, 214, 215, 222, 226, 227, 
235, 265, 301, 311, 321, 322, 323, 325, 327, 328, 
329, 330, 331, 332, 339, 342, 345, 352, 354, 375, 
376, 462, 463, 464, 465, 466, 467

予備自衛官　／　222, 260, 305, 306, 442, 443, 444, 448
予備自衛官補　／　300, 442, 443
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ら
拉致問題　／　99, 202, 327, 328, 330, 331, 370, 371, 372, 

377
ラ・ペルーズ　／　371, 468

り
リージョナル・デポ　／　425
陸上総隊　／　248, 402, 407, 459, 466
領域横断作戦　／　203, 212, 214, 216, 218, 221, 222, 223, 

225, 226, 231, 232, 235, 237, 239, 251, 252, 253, 
266, 279, 280, 290, 298, 301, 332, 432, 464, 466

領空侵犯　／　57, 73, 259, 275, 276, 277
量子暗号通信　／　166, 167, 421

れ
レーザー　／　89, 138, 165, 166, 171, 172, 180, 302, 418, 

420, 422, 477
レールガン　／　165, 420
レゾリュート・ドラゴン　／　465, 466
レッド・フラッグ・アラスカ　／　466

ろ
日米ロードマップ　／　329, 341, 342, 343, 344, 352
ロケット軍　／　60, 61, 92, 94
ロフテッド軌道　／　108, 109, 110, 286

わ
ワークライフバランス　／　444, 453

A
ACM　／　215, 332, 336, 337
ACSA　／　320, 333, 335, 360, 361, 365, 368, 369, 370, 377
ADI　／　252, 391
ADIZ　／　277
ADMM　／　145, 390, 391
AI　／　57, 70, 81, 88, 119, 164, 166, 167, 168, 175, 178, 
216, 217, 223, 229, 231, 280, 308, 309, 313, 331, 332, 411, 
418, 420, 421, 422, 438, 444
ANZUS条約　／　137, 139
ARF　／　83, 145, 380, 389, 391, 401
ASAT　／　171, 172, 296
ASBM　／　62, 65, 186
ASEAN　／　75, 78, 83, 84, 134, 141, 143, 145, 149, 154, 
182, 365, 368, 380, 381, 383, 384, 389, 390, 391, 392, 393, 
395, 397, 429
ATT　／　408, 409
AUKUS　／　49, 50, 88, 136, 137, 138, 154, 178, 369
A2／AD　／　57, 62

B
BMD　／　112, 284, 285, 286, 289, 290
BPM　／　337
BWC　／　186, 408, 409
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巻末資料 平和を仕事にする

各種ヘリコプターなどをもってヘリ火
力戦闘、航空偵察、部隊の空中機動、
物資の輸送、指揮連絡などを実施し
て、広く地上部隊を支援します。

火器、車両、誘導武器、弾薬の補給・
整備、不発弾の処理などを行いま
す。

各種化学器材をもって放射性物質
などで汚染された地域を偵察し、
汚染された人員・装備品などの除
染を行います。

患者の治療や医療施設への後送、
部隊の健康管理、防疫及び衛生器
材の補給・整備などを行います。

護衛艦、潜水艦で魚雷などの水中
武器、ソナーなどの水中捜索機器
を操作し、潜水艦の捜索、攻撃及
び器材の整備を行います。

火力戦闘部隊として大量の火力を
随時随所に集中して広域な地域を
制圧します。

戦車部隊、機動戦闘車部隊、水陸両用車部
隊及び偵察部隊があり、戦車などの正確な
火力、優れた機動力及び装甲防護力により、
敵を圧倒撃破するとともに迅速に機動します。

戦闘機、輸送機、偵察機及び政府
専用機などを操縦し、防空、航空
偵察、航空輸送及び航空救難など
を行います。

護衛艦などにおいて、砲、ミサイ
ルを操作し、各種目標に対する攻
撃を実施します。また弾火薬などの
取扱を実施します。

艦艇及び陸上部隊において、隊員
に対する給食業務を実施します。

対空戦闘部隊として侵攻する航空
機を要撃するとともに、広範囲にわ
たり迅速かつ組織的な対空情報活
動を行います。

航海は、艦艇の艦橋において航海
に関する業務を実施します。船務
は、レーダー・電波探知機などを
活用し、戦術活動を実施します。

P-3C/P-1哨戒機、US-2救難飛行艇、
SH-60J/K哨戒ヘリコプターなどの搭
乗員として飛行任務を実施します。

航空機の機体、エンジン及び計器
並びにこれらを維持するための器
材などの整備、修理、補給などに
関する業務を行います。

各種通信電子器材をもって部隊間の
指揮連絡のための通信確保、電子戦
の主要な部門を担当するとともに、写
真・映像の撮影処理などを行います。

戦闘部隊を支援するため、各種施設
器材をもって障害の構成・処理、陣地
の構築、渡河などの作業を行うととも
に、施設器材の整備などを行います。

エンジン（ガスタービン、ディーゼ
ルなど）発動機などの運転、整備
及び火災、浸水対処などを業務と
します。

通信器材を操作し、電報などの送
受信を行うほか、器材の整備管理
などを行います。

侵攻してくる弾道ミサイルや航空
機、巡航ミサイルを撃破するため、
ペトリオットミサイルシステムの操作
及び器材の整備を行います。

航空機に搭載される武器弾薬など
の補給、管理、整備を行います。

航空機のエンジンや搭載する電子
機器類、レーダーなどの整備及び
航空機の定期整備を行います。

給与・旅費などの計算、物品の調
達、部隊の任務を遂行するために
必要な装備品などを準備し、供給
する業務を実施します。

航空自衛隊で使用する物品の需給
統制、在庫管理、取得出納、保管な
どを行います。

基地内施設の維持管理（土木・建
築・電気など）及び航空機事故や
建物火災など非常時の消火、人命
救助などを行います。

隊員の健康診断及び各種身体検査
のほか、医療、環境衛生、食品衛
生検査を行います。

糧食・燃料・需品器材や被服の補
給、整備及び回収、給水、入浴洗
濯などを行います。

大型車両をもって部隊、戦車、重
火器、各種補給品を輸送するとと
もに、輸送の統制、ターミナル業務、
道路交通規制などを行います。

飛行場及びその周辺を飛行する航
空機に対する航空交通管制業務や
艦艇において航空機に必要な情報
を提供する業務を行います。

固有財産についての管理、運用、
施設器材・施設車両を用いての建
設、道路などの工事及び器材の設
備を行います。

隊員の給与・旅費の支払いや、部
隊などの任務遂行に必要な物品な
どの調達を行います。

防衛省・自衛隊の多様な任務に重要な宇宙
空間の安定的利用のため、宇宙領域専門部
隊において、国内関係機関及び米軍と連携
して、宇宙状況監視などの業務を行います。

掃海艦艇などで掃海具などを操作
し、機雷の処分などを行います。ま
た、潜水により浅海域における機
雷・不発弾等の処分等を行います。

給養

陸上自衛隊HP　https://www.mod.go.jp/gsdf/

海上自衛隊HP　https://www.mod.go.jp/msdf/

航空自衛隊HP　https://www.mod.go.jp/asdf/

陸上自衛隊の職種詳細は
こちらからご覧ください

海上自衛隊の職域詳細は
こちらからご覧ください

航空自衛隊の職域詳細は
こちらからご覧ください

会計

宇宙

陸上自衛隊の職種一覧

海上自衛隊の職域一覧

航空自衛隊の職域一覧

情報資料の収集、処理及び情報の
配布、秘密保全などを業務とします。

海上自衛隊の飛行場、また護衛艦
に搭載する航空機で発生した火災
の対処、搭乗員の救助作業などを
行います。

基地内巡察などを行い、基地の施
設や物品の警戒などを行うほか、
基地内・基地出入者の監視などを
行います。

隊員の給与の支払いや、部隊の必
要とする物資の調達などの会計業
務を行います。

したり

操縦

地上救難

機雷掃海・潜水

陸上基地、艦艇及び航空機などの
通信、暗号の作成及び翻訳、通信
機材・暗号器材及び関連機材の操
作整備を業務としています。

自衛隊の仕事図鑑

497 令和5年版 防衛白書

防衛2023_04_巻末資料.indd   497防衛2023_04_巻末資料.indd   497 2023/06/26   13:29:452023/06/26   13:29:45



各種ヘリコプターなどをもってヘリ火
力戦闘、航空偵察、部隊の空中機動、
物資の輸送、指揮連絡などを実施し
て、広く地上部隊を支援します。

火器、車両、誘導武器、弾薬の補給・
整備、不発弾の処理などを行いま
す。

各種化学器材をもって放射性物質
などで汚染された地域を偵察し、
汚染された人員・装備品などの除
染を行います。

患者の治療や医療施設への後送、
部隊の健康管理、防疫及び衛生器
材の補給・整備などを行います。

護衛艦、潜水艦で魚雷などの水中
武器、ソナーなどの水中捜索機器
を操作し、潜水艦の捜索、攻撃及
び器材の整備を行います。

火力戦闘部隊として大量の火力を
随時随所に集中して広域な地域を
制圧します。

戦車部隊、機動戦闘車部隊、水陸両用車部
隊及び偵察部隊があり、戦車などの正確な
火力、優れた機動力及び装甲防護力により、
敵を圧倒撃破するとともに迅速に機動します。

戦闘機、輸送機、偵察機及び政府
専用機などを操縦し、防空、航空
偵察、航空輸送及び航空救難など
を行います。

護衛艦などにおいて、砲、ミサイ
ルを操作し、各種目標に対する攻
撃を実施します。また弾火薬などの
取扱を実施します。

艦艇及び陸上部隊において、隊員
に対する給食業務を実施します。

対空戦闘部隊として侵攻する航空
機を要撃するとともに、広範囲にわ
たり迅速かつ組織的な対空情報活
動を行います。

航海は、艦艇の艦橋において航海
に関する業務を実施します。船務
は、レーダー・電波探知機などを
活用し、戦術活動を実施します。

P-3C/P-1哨戒機、US-2救難飛行艇、
SH-60J/K哨戒ヘリコプターなどの搭
乗員として飛行任務を実施します。

航空機の機体、エンジン及び計器
並びにこれらを維持するための器
材などの整備、修理、補給などに
関する業務を行います。

各種通信電子器材をもって部隊間の
指揮連絡のための通信確保、電子戦
の主要な部門を担当するとともに、写
真・映像の撮影処理などを行います。

戦闘部隊を支援するため、各種施設
器材をもって障害の構成・処理、陣地
の構築、渡河などの作業を行うととも
に、施設器材の整備などを行います。

エンジン（ガスタービン、ディーゼ
ルなど）発動機などの運転、整備
及び火災、浸水対処などを業務と
します。

通信器材を操作し、電報などの送
受信を行うほか、器材の整備管理
などを行います。

侵攻してくる弾道ミサイルや航空
機、巡航ミサイルを撃破するため、
ペトリオットミサイルシステムの操作
及び器材の整備を行います。

航空機に搭載される武器弾薬など
の補給、管理、整備を行います。

航空機のエンジンや搭載する電子
機器類、レーダーなどの整備及び
航空機の定期整備を行います。

給与・旅費などの計算、物品の調
達、部隊の任務を遂行するために
必要な装備品などを準備し、供給
する業務を実施します。

航空自衛隊で使用する物品の需給
統制、在庫管理、取得出納、保管な
どを行います。

基地内施設の維持管理（土木・建
築・電気など）及び航空機事故や
建物火災など非常時の消火、人命
救助などを行います。

隊員の健康診断及び各種身体検査
のほか、医療、環境衛生、食品衛
生検査を行います。

糧食・燃料・需品器材や被服の補
給、整備及び回収、給水、入浴洗
濯などを行います。

大型車両をもって部隊、戦車、重
火器、各種補給品を輸送するとと
もに、輸送の統制、ターミナル業務、
道路交通規制などを行います。

飛行場及びその周辺を飛行する航
空機に対する航空交通管制業務や
艦艇において航空機に必要な情報
を提供する業務を行います。

固有財産についての管理、運用、
施設器材・施設車両を用いての建
設、道路などの工事及び器材の設
備を行います。

隊員の給与・旅費の支払いや、部
隊などの任務遂行に必要な物品な
どの調達を行います。

防衛省・自衛隊の多様な任務に重要な宇宙
空間の安定的利用のため、宇宙領域専門部
隊において、国内関係機関及び米軍と連携
して、宇宙状況監視などの業務を行います。

掃海艦艇などで掃海具などを操作
し、機雷の処分などを行います。ま
た、潜水により浅海域における機
雷・不発弾等の処分等を行います。

給養

陸上自衛隊HP　https://www.mod.go.jp/gsdf/

海上自衛隊HP　https://www.mod.go.jp/msdf/

航空自衛隊HP　https://www.mod.go.jp/asdf/

陸上自衛隊の職種詳細は
こちらからご覧ください

海上自衛隊の職域詳細は
こちらからご覧ください

航空自衛隊の職域詳細は
こちらからご覧ください

会計

宇宙

陸上自衛隊の職種一覧

海上自衛隊の職域一覧

航空自衛隊の職域一覧

情報資料の収集、処理及び情報の
配布、秘密保全などを業務とします。

海上自衛隊の飛行場、また護衛艦
に搭載する航空機で発生した火災
の対処、搭乗員の救助作業などを
行います。

基地内巡察などを行い、基地の施
設や物品の警戒などを行うほか、
基地内・基地出入者の監視などを
行います。

隊員の給与の支払いや、部隊の必
要とする物資の調達などの会計業
務を行います。

したり

操縦

地上救難

機雷掃海・潜水

陸上基地、艦艇及び航空機などの
通信、暗号の作成及び翻訳、通信
機材・暗号器材及び関連機材の操
作整備を業務としています。

自衛隊はいろいろな職種の自衛官と、防衛事務官・防衛技官などによって
成り立っています。陸、海、空自衛隊にはきっと皆さんも興味を持つ様々
な職種・職域があります。ここではその一部を紹介いたします。
まずは「自衛官適職診断」から自分に合った職種・職域と見比べてみて	
ください。 動画もチェック 防衛事務官・防衛技官等

募集はこちら

自衛隊の仕事が
よくわかる!

自衛官募集
ホームページ
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巻末資料 平和を仕事にする

	 階級章
共通呼称 陸上自衛隊 海上自衛隊 航空自衛隊

幹
部
自
衛
官

陸上幕僚長 海上幕僚長 航空幕僚長

陸　将 海　将 空　将

陸将補 海将補 空将補

１等陸佐 １等海佐 １等空佐

２等陸佐 ２等海佐 ２等空佐

３等陸佐 ３等海佐 ３等空佐

１等陸尉 １等海尉 １等空尉

２等陸尉 ２等海尉 ２等空尉

３等陸尉 ３等海尉 ３等空尉

准
曹
士
自
衛
官

准陸尉 准海尉 准空尉

陸曹長 海曹長 空曹長

１等陸曹 １等海曹 １等空曹

２等陸曹 ２等海曹 ２等空曹

３等陸曹 ３等海曹 ３等空曹

陸士長 海士長 空士長

１等陸士 １等海士 １等空士

２等陸士 ２等海士 ２等空士

幹　　　　　　部

〈階級〉

士 長

１士 

２士 

１曹
２曹
３曹

准尉

中学校など

曹

准 尉

（
６
年・卒
業
後
曹
長
）

防
衛
医
科
大
学
校

医
学
教
育
部
医
学
科

（
４
年・卒
業
後
曹
長
）

防
衛
大
学
校

幹部候補生

（
貸
費
学
生
を
含
む
）

一
般
大
学
な
ど

将
〜

３尉

曹長

（
３
年・卒
業
後
士
長
）

陸
上
自
衛
隊
高
等
工
科
学
校

士長 （
２
士
で
採
用・選
考
に
よ
り
３
曹
）

一
般
曹
候
補
生

（
２
士
で
任
用・２
、３
年
を
１
任
期
）

自
衛
官
候
補
生

【
３
月
間
】

（
２
士
で
採
用・約
６
年
で
３
尉
）

航
空
学
生（
海
・
空
）

18歳以上33歳未満
※採用予定月の1日においての年齢

任
期
制

自
衛
官

高等学校など

（
４
年・卒
業
後
曹
長
）

防
衛
医
科
大
学
校

医
学
教
育
部
看
護
学
科

：課程修了後任命
：採用試験
：試験又は選考

【凡例】

幹部自衛官	……	組織のリーダーとなる自衛官	 准曹士自衛官	……	各部隊の中核となる自衛官
予備自衛官・即応予備自衛官	……	招集命令に応じて自衛官となり、任務にあたる非常勤の特別職国家公務員

自衛官は特別職の国家公務員としての身分が保証されており、給与、保険など安定した処遇・福利厚生の	
もと、目標に向かって邁

まい

進することができます。また、一言で自衛官といっても、それぞれの役割に応じて	
階級が異なります。

自衛官
とは
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主要装備品の紹介 ■■ 陸上自衛隊の装備品陸上自衛隊の装備品
12式地対艦誘導弾

V-22（オスプレイ）

10式戦車

ネットワーク電子戦システム

水陸両用車（人員輸送型）

16式機動戦闘車

UAV（中域用）

19式装輪自走155mmりゅう弾砲

多用途ヘリコプター（UH-2）

03式中距離地対空誘導弾（改善型）

〈諸元、性能〉
乗員3名＋24名
航続距離約2,600km
全幅15.5m	全長17.5m	全高6.7m
最大速度約280kt

〈概説〉
飛行速度、航続距離及び飛行高度の
性能に優れ、滑走路のない離島にお
いても離着陸可能であることから、
島嶼への侵攻対処のみならず、災害
救援や離島の急患輸送にも活用

〈概説〉
電波の収集・分析及び通信の無
力化により、作戦を有利にする
装置

〈諸元、性能〉
乗員4名	 全幅約3m
全長約8.5m	 全高約2.9m
最高速度約100km/h
105mm施線砲	 12.7mm重機関銃
74式車載7.62mm機関銃

〈概説〉
空輸性及び路上機動性に優れ、
軽戦車などを撃破する装輪式の
国産装甲戦闘車

〈諸元、性能〉
【誘導弾】全長約5.0m　直径約35cm　重量700kg
〈概説〉
対上陸戦闘に際して、洋上の艦船などを撃破する	
国産の対艦誘導弾

〈諸元、性能〉
【誘導弾】全長約4.9m　直径約28cm　重量454kg
〈概説〉
方面隊の作戦地域、重要地域などにおける部隊、施設を掩

えん

護する	
国産の対空誘導弾

〈諸元、性能〉
全幅約2.5m　
全長約11.2m
全高約3.4m
最高速度90km/h以上
155mmりゅう弾砲

〈概説〉
各種事態において迅速かつ機動
的な運用が可能な自走りゅう	
弾砲

〈諸元、性能〉
乗員2名+11名
全幅2.9m
全長13.1m
全高3.7m
最大速度約130kt

〈概説〉
UH-1Jの後継機として人員輸送
や物資輸送等、部隊の迅速な展
開が可能

〈諸元、性能〉
全幅3.1m
全長1.7m
可視及び赤外線カメラ搭載

〈概説〉
遠距離から艦艇・車両等の情報
収集が可能

〈諸元、性能〉
全幅3.3m	 全長8.2m
全高3.3m
12.7mm重機関銃
40mm自動てき弾銃

〈概説〉
海上機動性及び防護性に優れ、
島嶼部へ海上からの部隊など
を投入する装軌式の水陸両用	
車両

〈諸元、性能〉
乗員3名	 全幅3.2m
全長9.4m	 全高2.3m
最高速度約70km／h
120mm滑腔砲	 12.7mm重機関銃
74式車載7.62mm機関銃

〈概説〉
対機甲戦闘・機動打撃などで使用する
国産戦車。C4I（指揮・統制・通信・
コンピューター・情報）機能が特徴

写真は試作品

※回転翼機及びティルト・ローター機の全長・全幅・全高はローター径を含まない数値
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巻末資料 平和を仕事にする
■■ 海上自衛隊の装備品海上自衛隊の装備品

「おおすみ」型輸送艦「あわじ」型掃海艦「もがみ」型護衛艦「まや」型護衛艦

SH-60K哨戒ヘリコプターUS-2救難飛行艇「ましゅう」型補給艦砕氷艦「しらせ」

「いずも」型護衛艦 P-1哨戒機 「たいげい」型潜水艦

〈諸元、性能〉
基準排水量19,950t　乗員約470名
長さ248m　幅38m　深さ23.5m　速力30kt
高性能20mm機関砲　SeaRAM　魚雷防御装置

〈概説〉
統合運用や災害派遣時の司令塔的役割など
多用途な任務に対応するヘリコプター搭載
型護衛艦

〈諸元、性能〉
乗員11名	 最大速度約450kt
全幅35.4m	 全長38.0m	 全高12.1m

〈概説〉
警戒監視、対潜水艦戦や捜索・救難などの
幅広い任務に従事する国産の主力固定翼哨
戒機

〈諸元、性能〉
基準排水量3,000t　　乗員約70名
長さ84m	 幅9.1m	 深さ10.4m
速力20kt

〈概説〉
リチウムイオン電池を搭載し、探知能力及
び被探知防止能力を大幅に向上した潜水艦

〈諸元、性能〉
基準排水量8,900t　乗員約135名
長さ178m　幅25.8m
深さ17.0m　速力22kt
高性能20mm機関砲
輸送用エアクッション艇

〈概説〉
被災者に対する医療、補給設備
などを設置しており、多面的な
活用が可能な輸送艦

〈諸元、性能〉
基準排水量690t　乗員約50名
長さ67m	 幅11m
深さ5.2m	 速力14kt
20ミリ遠隔管制機関砲
掃海装置一式

〈概説〉
高い機雷捜索能力を保有する掃
海艦

〈諸元、性能〉
基準排水量3,900t　乗員約90名
長さ133m	 幅16.3m
深さ9.0m	 速力30kt
SeaRAM　VLS装置　SSM装置
62口径５インチ砲　
簡易型機雷敷設装置

〈概説〉
船体のコンパクト化、省人化も
実現した護衛艦

〈諸元、性能〉
基準排水量8,200t　乗員約300名
長さ170m	 幅21.0m
深さ12.0m	 速力30kt
高性能20mm機関砲
VLS装置　魚雷発射管
SSM装置　62口径5インチ砲
哨戒ヘリコプター

〈概説〉
最新鋭のイージス護衛艦

〈諸元、性能〉
乗員4名
最大速度約140kt
全幅4.4m	 全長15.9m
全高3.9m

〈概説〉
護衛艦に搭載し、護衛艦と共に
多様な任務に従事する主力哨戒
ヘリコプター

〈諸元、性能〉
乗員11名
最大速度約320kt
全幅33.2m	 全長33.3m
全高9.8m

〈概説〉
波高3mの洋上でも離着水可能
であり、洋上での救難に従事す
る救難飛行艇

〈諸元、性能〉
基準排水量13,500t
乗員約145名
長さ221m	 幅27.0m
深さ18.0m
速力24kt	 洋上補給装置
補給品艦内移送装置

〈概説〉
補給能力が大幅に向上した補給
艦

〈諸元、性能〉
基準排水量12,650t
乗員約175名
長さ138m	 幅28m
深さ15.9m	 速力19kt
観測隊員約80名
大型ヘリコプター

〈概説〉
南極観測の支援を任務とし、4
代目となる砕氷艦
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■■ 航空自衛隊の装備品航空自衛隊の装備品

UH-60J救難ヘリコプター

ペトリオットPAC-3地対空誘導弾

C-2輸送機

J/FPS-7警戒管制レーダー

F-2戦闘機

E-767早期警戒管制機

F-15戦闘機

KC-46A空中給油・輸送機

RQ-4B(グローバルホーク)F-35A戦闘機

〈諸元、性能〉
全幅39.9m　　　全長14.5m　　　全高4.7m
航続時間約36時間	 最大速度約570km/h
最大高度約60,000ft

〈概説〉
各種センサーによって、夜間や悪天候下でも地上の静止目標の情
報収集可能な能力を有する無操縦者航空機

〈諸元、性能〉
乗員1名	 最大速度マッハ約1.6
全幅10.7m	 全長15.6m	 全高4.4m
25mm機関砲	 空対空ミサイル

〈概説〉
高いステルス性能のほか、これまでの戦闘機から格段に進化した	
システムを有する最新鋭の戦闘機

〈諸元、性能〉
乗員5名
最大速度約140kt
航続距離約1,300km
全幅5.4m	 全長15.7m
全高3.8m

〈概説〉
遭難者を救助する救難ヘリコプ
ター。右前方下部に空中受油装
置を装備

〈概説〉
弾道ミサイル防衛の下層迎撃を
担う地対空誘導弾であり、弾道
ミサイル発射事象に際しては、
適所に展開して対応する。

〈諸元、性能〉
乗員2～5名+110名
最大速度マッハ約0.82
全幅44.4m	 全長43.9m
全高14.2m
航続距離約7,600km（20t搭載時）

〈概説〉
戦術輸送能力の強化、国際平和
協力活動などへの積極的な取組
のため開発された国産輸送機

〈概説〉
航空機などの従来型の脅威と弾
道ミサイルの双方に対応可能な
固定式警戒管制レーダー

〈諸元、性能〉
乗員1名／2名
最大速度マッハ約2.0
全幅11.1m	 全長15.5m
全高5.0m	 20mm機関砲
空対空ミサイル
空対艦ミサイル

〈概説〉
日米で共同開発され、優れた技
術が結集されている戦闘機

〈諸元、性能〉
乗員20名
最大速度約450kt
航続距離約9,000km
全幅47.6m
全長48.5m
全高16.0m

〈概説〉
速度性能や航続性能に優れる	
早期警戒管制機

〈諸元、性能〉
乗員1名／2名
最大速度マッハ約2.5
全幅13.1m	 全長19.4m
全高5.6m	 20mm機関砲
空対空ミサイル

〈概説〉
優れた運動性能を誇る空自の主
力戦闘機であり、国籍不明機への
緊急発進など、空の守りを担う

〈諸元、性能〉
乗員3∼14名+104名
最大速度マッハ約0.86
航続距離約9,400km(20t搭載時)
全幅47.6m
全長50.4m
全高16.1m

〈概説〉
ボーイング767型機を開発母機
とした最新の空中給油・輸送機
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巻末資料 平和を仕事にする

※大卒者については、定める要件を満たす場合、3曹昇任後1年で幹部候補生への受験資格が得られます。
コース 特　徴 対象年齢 生徒 士長 3曹 2曹 1曹 曹長 3尉 2尉

COURSE 01
陸上自衛隊 
高等工科学校生徒

高機能化・システム化された装備品を運用する陸上自衛官となる
者を養成するための学校です。国際社会においても自信をもって
対応できる自衛官を育てます。

17歳未満 
の男子

中卒（見込）を含む

幹部選抜試験
受験資格
3曹4年以上勤務かつ25歳以上

コース 特　徴 対象年齢 自衛官候補生 2士 1士 士長 3曹 2曹 1曹 曹長 3尉 2尉

COURSE 02
自衛官候補生

自衛官となるために必要な基礎的教育訓練を経て、任用期間が	
定められた「任期制自衛官」に任官します。様々な訓練や職務を	
通じた技術の習得、任期満了後の再就職に向けた資格の取得など、	
希望に合った将来設計が描けます。

18歳以上 
33歳未満
32歳の者は、	

採用予定月の末日現在、	
33歳に達していない者

幹部選抜試験
受験資格
3曹昇任後4年で部内幹部候補生	
への受験資格が得られる※

COURSE 03
一般曹候補生

部隊の基幹隊員である陸・海・空自衛官を養成する制度です。	
入隊後、教育課程や部隊勤務で知識や経験を積み、それぞれの職域
のプロとして活躍します。自衛官の基礎知識はもちろん専門的な
技能まで、じっくりと着実に身に付けることができます。

18歳以上 
33歳未満
32歳の者は、	

採用予定月の末日現在、	
33歳に達していない者

幹部選抜試験
受験資格
3曹昇任後4年で部内幹部候補生	
への受験資格が得られる※

COURSE 04
航空学生

海自または空自のパイロットなどを養成します。団体生活を送り
ながら各種訓練を受け、戦闘機、哨戒機、輸送機、ヘリコプターの	
パイロットなどに最年少でなることができます。

18歳以上 
21歳未満

海上自衛隊航空学生は	
18歳以上23歳未満

コース 特　徴 対象年齢 学　生 曹長 3尉 2尉

COURSE 05
防衛大学校学生

将来、各自衛隊の幹部自衛官となる者を4年間の教育訓練と全寮
制の規律ある団体生活を通じて養成します。広い視野、科学的な
思考、豊かな人間性を持ち、想像力と活力に溢れる幹部自衛官と	
なるため、知育以外に徳育と体育を重視しています。

18歳以上 
21歳未満

COURSE 06
防衛医科大学校 
医学科学生

将来、医師である幹部自衛官となる者を6年間の教育訓練と全寮
制の規律ある団体生活を通じて養成します。医師としての知識や	
技能のほかに、生命の尊厳への理解やあらゆる任務を遂行できる
強靭な体力も養います。

18歳以上 
21歳未満

COURSE 07
防衛医科大学校 
看護学科学生 

（自衛官候補看護学生）

将来、看護師・保健師である幹部自衛官となる者を4年間の教育
訓練と全寮制の規律ある団体生活を通じて養成します。看護専門
職者としての優れた教養・知識・技能の実践を通じて、防衛省・	
自衛隊の国内外における活動に貢献できる人材を育成します。

18歳以上 
21歳未満

コース 特　徴 対象年齢 一般大学等 曹長 3尉 2尉

COURSE 08
一般幹部候補生

防衛大学校卒業者とともに陸･海･空自衛隊それぞれの幹部候補生
学校において､自衛隊組織の骨幹である幹部自衛官として必要な
知識と技能を学びながら､その資質を養います｡

26歳未満
大学院卒は28歳未満

COURSE 09
自衛隊貸費学生

自衛隊の装備品の研究開発分野で活躍する人材を、大学理学部・
工学部や大学院修士課程の在学生から選考により採用し、学資金
を貸与して修学を助成、卒業後は所定の手続きにより、一般幹部候
補生として採用されます。

25歳未満
大学卒業時点で26歳未満
修士課程在学者は27歳未満	
（課程修了時点で28歳未満）

コース 特　徴 対象年齢 採用試験 予備自衛官補 予備自衛官

COURSE 10
予備自衛官補

社会人や学生といった自衛官未経験者であっても「予備自衛官補」
として採用後、所定の教育訓練を経て「予備自衛官」に任命され、
各種事態において自衛官として社会に貢献できます。「一般」と	
「技能」（語学、医療など）のコースがあります。

18歳以上 
34歳未満

技能公募はこれに限らず

● 	防衛招集、国民保護等招集命令及び災害招集命令に
より招集され、出頭した日をもって自衛官となる。

● 		一般公募からの予備自衛官のうち希望する者は所定
の教育訓練を経て、即応予備自衛官となることも	
可能。

理想の未来を実現する多種多様なコース
QRコードで	動画もチェック!

募集のHPもチェック!
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※大卒者については、定める要件を満たす場合、3曹昇任後1年で幹部候補生への受験資格が得られます。
コース 特　徴 対象年齢 生徒 士長 3曹 2曹 1曹 曹長 3尉 2尉

COURSE 01
陸上自衛隊 
高等工科学校生徒

高機能化・システム化された装備品を運用する陸上自衛官となる
者を養成するための学校です。国際社会においても自信をもって
対応できる自衛官を育てます。

17歳未満 
の男子

中卒（見込）を含む

幹部選抜試験
受験資格
3曹4年以上勤務かつ25歳以上

コース 特　徴 対象年齢 自衛官候補生 2士 1士 士長 3曹 2曹 1曹 曹長 3尉 2尉

COURSE 02
自衛官候補生

自衛官となるために必要な基礎的教育訓練を経て、任用期間が	
定められた「任期制自衛官」に任官します。様々な訓練や職務を	
通じた技術の習得、任期満了後の再就職に向けた資格の取得など、	
希望に合った将来設計が描けます。

18歳以上 
33歳未満
32歳の者は、	

採用予定月の末日現在、	
33歳に達していない者

幹部選抜試験
受験資格
3曹昇任後4年で部内幹部候補生	
への受験資格が得られる※

COURSE 03
一般曹候補生

部隊の基幹隊員である陸・海・空自衛官を養成する制度です。	
入隊後、教育課程や部隊勤務で知識や経験を積み、それぞれの職域
のプロとして活躍します。自衛官の基礎知識はもちろん専門的な
技能まで、じっくりと着実に身に付けることができます。

18歳以上 
33歳未満
32歳の者は、	

採用予定月の末日現在、	
33歳に達していない者

幹部選抜試験
受験資格
3曹昇任後4年で部内幹部候補生	
への受験資格が得られる※

COURSE 04
航空学生

海自または空自のパイロットなどを養成します。団体生活を送り
ながら各種訓練を受け、戦闘機、哨戒機、輸送機、ヘリコプターの	
パイロットなどに最年少でなることができます。

18歳以上 
21歳未満

海上自衛隊航空学生は	
18歳以上23歳未満

コース 特　徴 対象年齢 学　生 曹長 3尉 2尉

COURSE 05
防衛大学校学生

将来、各自衛隊の幹部自衛官となる者を4年間の教育訓練と全寮
制の規律ある団体生活を通じて養成します。広い視野、科学的な
思考、豊かな人間性を持ち、想像力と活力に溢れる幹部自衛官と	
なるため、知育以外に徳育と体育を重視しています。

18歳以上 
21歳未満

COURSE 06
防衛医科大学校 
医学科学生

将来、医師である幹部自衛官となる者を6年間の教育訓練と全寮
制の規律ある団体生活を通じて養成します。医師としての知識や	
技能のほかに、生命の尊厳への理解やあらゆる任務を遂行できる
強靭な体力も養います。

18歳以上 
21歳未満

COURSE 07
防衛医科大学校 
看護学科学生 

（自衛官候補看護学生）

将来、看護師・保健師である幹部自衛官となる者を4年間の教育
訓練と全寮制の規律ある団体生活を通じて養成します。看護専門
職者としての優れた教養・知識・技能の実践を通じて、防衛省・	
自衛隊の国内外における活動に貢献できる人材を育成します。

18歳以上 
21歳未満

コース 特　徴 対象年齢 一般大学等 曹長 3尉 2尉

COURSE 08
一般幹部候補生

防衛大学校卒業者とともに陸･海･空自衛隊それぞれの幹部候補生
学校において､自衛隊組織の骨幹である幹部自衛官として必要な
知識と技能を学びながら､その資質を養います｡

26歳未満
大学院卒は28歳未満

COURSE 09
自衛隊貸費学生

自衛隊の装備品の研究開発分野で活躍する人材を、大学理学部・
工学部や大学院修士課程の在学生から選考により採用し、学資金
を貸与して修学を助成、卒業後は所定の手続きにより、一般幹部候
補生として採用されます。

25歳未満
大学卒業時点で26歳未満
修士課程在学者は27歳未満	
（課程修了時点で28歳未満）

コース 特　徴 対象年齢 採用試験 予備自衛官補 予備自衛官

COURSE 10
予備自衛官補

社会人や学生といった自衛官未経験者であっても「予備自衛官補」
として採用後、所定の教育訓練を経て「予備自衛官」に任命され、
各種事態において自衛官として社会に貢献できます。「一般」と	
「技能」（語学、医療など）のコースがあります。

18歳以上 
34歳未満

技能公募はこれに限らず

● 	防衛招集、国民保護等招集命令及び災害招集命令に
より招集され、出頭した日をもって自衛官となる。

● 		一般公募からの予備自衛官のうち希望する者は所定
の教育訓練を経て、即応予備自衛官となることも	
可能。

自衛官になるといっても、その進路は多種多様。
「なりたい自分になる」ために、自分の適性や希望にあうものを探してみましょう。
また、防衛省・自衛隊では、多くの防衛事務官や防衛技官の方々も活躍しています。

約6週間

6学年卒業後、曹長へ任命 昇任入校 幹部候補生学校入校卒業

医師国家試験
合格者

幹部候補生学校入校4学年卒業後、曹長へ任命 昇任入校 卒業
約6週間

保健師・看護師
国家試験合格者

●3年以内に50日、合計400時間（一般公募）
●2年以内に10日間、80時間（技能公募）

教育訓練 任用採用志願

一般公募・技能公募

4学年卒業後、曹長へ任命 昇任入校 幹部候補生学校入校

約1年

卒業

約4年

飛行幹部候補生（フライトコース） 昇任昇任2年間の基礎教育修了後3曹へ入隊
6か月 6か月 1年

約2年

昇任
選抜試験選考

昇任

約1年

昇任

6か月 1年9か月以上

2年9か月後、選考により3曹へ

6か月

入隊

幹部候補生学校入校

選抜試験選抜試験1任期：	1年9か月（陸自）	
2年9か月（海空自）

任用 試験により3曹へ 昇任昇任

3か月

入隊 昇任

約1年 幹部候補生学校入校

選抜試験

3学年卒業後、士長へ任命 昇任昇任入校 卒業

約1年

昇任

約1年 幹部候補生学校入校

任用採用採用試験
筆記・口述等志願

大学	
4学年次等

【採用年次】大学在学者：第3年次、第4年次　大学院在学者：第1年次、第2年次

任用

●夏休み期間を利用した約1週間の研修あり
●自衛隊の研究開発機関研修や装備品見学が可能

夏季研修選考（試験）
筆記・口述等 採用志願

昇任
昇任

入校

約1年
大卒
試験
合格者 院卒者

試験
合格者

防衛事務官・防衛技官等
採用区分についてはこちら

昇任
大卒

院卒入校

約1年 昇任
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巻末資料 平和を仕事にする
防衛省・自衛隊の組織図

内　　閣
内閣総理大臣

防衛大臣

防衛副大臣

国家安全保障会議

防衛大臣政務官×2

防衛大臣補佐官

防衛事務次官

防衛大臣秘書官

防衛審議官

大
臣
官
房

防
衛
政
策
局

整
備
計
画
局

人
事
教
育
局

地
方
協
力
局

自
衛
隊
員
倫
理
審
査
会

防
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施
設
中
央
審
議
会

防
衛
人
事
審
議
会

防
衛
大
学
校

防
衛
医
科
大
学
校

防
衛
研
究
所

防
衛
会
議

統
合
幕
僚
監
部

陸
上
幕
僚
監
部

海
上
幕
僚
監
部

航
空
幕
僚
監
部

情
報
本
部

防
衛
監
察
本
部 防

衛
装
備
庁

地
方
防
衛
局×

８

共同の機関共同の部隊
自
衛
隊
情
報
保
全
隊

自
衛
隊
サ
イ
バ
ー
防
衛
隊

自
衛
隊
体
育
学
校

自
衛
隊
中
央
病
院

自
衛
隊
地
区
病
院

自
衛
隊
地
方
協
力
本
部

陸
上
自
衛
隊
の

　
　
　
部
隊
及
び
機
関

海
上
自
衛
隊
の

　
　
　
部
隊
及
び
機
関

航
空
自
衛
隊
の

　
　
　
部
隊
及
び
機
関

本省内部部局本省内部部局

防衛大臣政策参与（3人以内）

審議会等 施設等機関 特別の機関 地
方
支
分
部
局

外
局

部隊及び機関

※　2023年5月時点
※　臨時又は特例で置くものを除く
※　「部隊及び機関」、「共同の部隊」及
び「共同の機関」は、国家行政組織法
上の「特別の機関」に整理される
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陸・海・空自衛隊の編成

中部航空施設隊(入間、各地）

南西航空施設隊(那覇）

第2師団（旭川）
第5旅団（帯広）

北部方面混成団(東千歳）

その他の部隊

第6師団（神町）
第9師団（青森）

東北方面航空隊(霞目）
その他の部隊

第9航空団(那覇）
南西航空警戒管制団(那覇、各地）

南西航空方面隊司令部(那覇）

南西高射群（那覇、各地）

その他の部隊

偵察航空隊（三沢）
その他の部隊

警戒航空団（浜松、各地）
航空救難団（入間、各地）

第6航空団(小松）
第7航空団(百里）
中部航空警戒管制団(入間、各地）
中部高射群（入間、各地）

その他の部隊

第5航空団(新田原）
第8航空団(築城）
西部航空警戒管制団(春日、各地）
西部高射群（春日、各地）

その他の部隊

第2航空団(千歳）
第3航空団(三沢）

北部航空方面隊司令部(三沢）

中部航空方面隊司令部(入間）

西部航空方面隊司令部(春日）

北部航空警戒管制団(三沢、各地）

その他の部隊

北部高射群（三沢、各地）

北部方面隊

自衛艦隊 護衛艦隊

航空集団

潜水艦隊

陸上幕僚長
陸上幕僚監部

海上幕僚長

防 衛 大 臣

海上幕僚監部

航空総隊 北部航空方面隊

中部航空方面隊

西部航空方面隊

南西航空方面隊

航空幕僚長
航空幕僚監部

統合幕僚長
統合幕僚監部

東北方面隊

第7師団（東千歳）
第11旅団（真駒内）
第1特科団(北千歳）
第1高射特科団(東千歳）

北部方面航空隊(丘珠）

第3施設団(南恵庭）

東北方面混成団(仙台）

東北方面特科隊(仙台）

第1護衛隊群(横須賀）
第2護衛隊群(佐世保）
第3護衛隊群(舞鶴）
第4護衛隊群(呉）
海上訓練指導隊群(横須賀）

第1航空群(鹿屋）
第2航空群(八戸）
第4航空群(厚木）
第5航空群(那覇）
第21航空群(館山）
第22航空群(大村）
第31航空群(岩国）

第1潜水隊群(呉）
第2潜水隊群(横須賀）

掃海隊群(横須賀）
艦隊情報群（横須賀）
海洋業務・対潜支援群(横須賀）
開発隊群(横須賀）

航空総隊司令部(横田）

北部航空施設隊(三沢、千歳）

西部航空施設隊(芦屋、各地）

航空戦術教導団（横田、各地）

第2施設団(船岡）

陸上総隊 陸上総隊司令部（朝霞）
第1空挺団（習志野）
水陸機動団（相浦）
第1ヘリコプター団（木更津）
システム通信団（市ヶ谷）
中央即応連隊（宇都宮）
特殊作戦群（習志野）
電子作戦隊（朝霞）
その他の部隊

その他の部隊

その他の部隊

その他の部隊

その他の部隊

中部方面隊

西部方面隊

第3師団（千僧）

第8高射特科群(青野原）

中部方面航空隊(八尾）
中部方面特科隊(松山）

第4施設団(大久保）
中部方面混成団(大津）

その他の部隊

第10師団（守山）
第13旅団（海田市）
第14旅団（善通寺）

第4師団（福岡）
第8師団（北熊本）
第15旅団（那覇）
西部方面特科隊(湯布院）
第2高射特科団(飯塚）

西部方面航空隊(高遊原）
西部方面戦車隊(玖珠）

第5施設団(小郡）
西部方面混成団（久留米）

その他の部隊

教育訓練研究本部(目黒）
補給統制本部(十条）
その他の部隊・機関

東部方面隊 第1師団（練馬）
第12旅団（相馬原）
第2高射特科群(松戸）

東部方面航空隊(立川）
その他の部隊

第1施設団(古河）
東部方面混成団(武山）

教育航空集団

大湊地方隊

舞鶴地方隊

佐世保地方隊

呉地方隊

横須賀地方隊

練習艦隊

下総教育航空群(下総）
徳島教育航空群(徳島）
小月教育航空群(小月）

システム通信隊群(市ヶ谷）
海上自衛隊補給本部(十条）
その他の部隊・機関

航空支援集団

航空教育集団

航空開発実験集団

第1輸送航空隊(小牧）
第2輸送航空隊(入間）

航空支援集団司令部(府中）

航空開発実験集団司令部(府中）

航空教育集団司令部(浜松）

第3輸送航空隊(美保）
航空保安管制群(府中、各地）
航空気象群(府中、各地）
飛行点検隊(入間）
特別航空輸送隊(千歳）
航空機動衛生隊(小牧）

第1航空団(浜松）
第4航空団(松島）
第11飛行教育団(静浜）
第12飛行教育団(防府北）
第13飛行教育団(芦屋）
航空教育隊(防府南、熊谷）
飛行教育航空隊(新田原）
その他の部隊・機関

飛行開発実験団(岐阜）
電子開発実験群(府中）
航空医学実験隊(入間）

航空システム通信隊(市ヶ谷、各地）
宇宙作戦群（府中、防府北）

航空安全管理隊（入間）
補給本部(十条、各地）
その他の部隊・機関
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巻末資料 平和を仕事にする
主要部隊などの所在地（イメージ） （令和4（2022）年度末現在）

横田

厚木

福岡
背振山

南西航空方面隊

南西航空方面隊

与那国島

相浦

陸上総隊司令部（及び東部方面総監部）

方面総監部

主要航空基地

主要航空基地

（固定翼哨戒機部隊）

（回転翼哨戒機部隊）

航空警戒管制部隊

水陸機動団
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主な広報施設のご案内
見学概要

防衛省の心臓部とも言える市ヶ谷地区の見学ツアーです。市ヶ谷地区に所在する庁舎
や極東国際軍事裁判の法廷となった大講堂などを移設・復元した市ヶ谷記念館や	
大本営地下壕跡などをご案内します。
見学時間 ①09：30～11：20（午前）　②13：30～15：50（午後）
開催日 平日のみ　　　 料金 午前（無料）、午後（700円	※18歳未満は無料）
駐車場 なし（お車でのご来場はご遠慮ください。）
所在地 〒162-8801	東京都新宿区市谷本村町5-1
ご予約・お問い合せ 記念館係：03（3268）3111（内線：21904）

市ヶ谷台ツアー （※要予約）

陸上自衛隊広報センター りっくんランド

海上自衛隊呉史料館 てつのくじら館

航空自衛隊浜松広報館 エアーパーク

防衛大学校ツアー （※要予約）

見学概要

帽子投げで有名な記念講堂、本校の歴史が一目でわかる資料館、学生が生活する学生
舎（外観）、防大グッズが購入できる学生会館などをご案内します。午後の見学では、
「学生の行進」がご覧になれます。（都合により行わない場合もあります）

見学時間 ①09：20～11：20（午前）　②12：10～14：20（午後）
開催日 平日の月曜日（午後）、水曜日（午前・午後）、	金曜日（午後）
料金 無料　　　 駐車場 事前にお問合せください。

所在地 〒239-8686	神奈川県横須賀市走水1-10-20
ご予約・お問い合せ 広報ツアー係：046（841）3810（内線：2019）

見学概要

「見て体験して楽しむ」をコンセプトとし、歴代ブルーインパルスなど多数の航空機の	
実物が展示されています。また、パイロット訓練生と同じ飛行コースを体験できるシミュ
レーションなど、大空を飛ぶパイロット気分を心ゆくまで満喫することができます。

開館時間 09：00～16：00
休館日 	月曜日（祝祭日の場合は翌日）、毎月最終火曜日、	

3月第2週の火曜日～木曜日、年末年始
料金 無料　　　 駐車場 あり（無料）

所在地 〒432-8551	静岡県浜松市西区西山町　　 お問い合せ 053（472）1121

見学概要

災害派遣や国際平和協力活動など分かりやすく紹介。多数の装備品を館内・屋外に	
展示しています。操縦を疑似体験できるシミュレーター、90式戦車や操縦席に座って
写真が撮れるなど、お子様から大人まで楽しめる、見て、触れて、体感できる施設です。

開館時間 10：00～17：00
休館日 月曜日、第4火曜日（祝祭日の場合は翌日）、年末年始
料金 無料　　　 駐車場 あり（無料）

所在地・交通 〒178-8501	東京都練馬区大泉学園町
お問い合せ 03（3924）4176

見学概要

海上自衛隊の歴史や、呉市と海上自衛隊の歴史的な関わりについて紹介しています。
魚雷や掃海艇などの装備品や、機雷を除去する掃海作業の様子も必見です。また、実物
の潜水艦を屋外に展示し、ふれあいながら見学することができる貴重な史料館です。

開館時間 09：00～17：00（最終入館：16：30）
休館日 火曜日（祝祭日の場合は翌日）、年末年始
料金 無料　　　 駐車場 あり（有料）

所在地 〒737-0029	広島県呉市宝町5番32号
お問い合せ 0823（21）6111

508日本の防衛
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▲防衛省公式アカウント

防衛省ホームページ	

▲

防衛省公式アカウント

▲
▲防衛省公式チャンネル

防衛省公式アカウント
▲

そのほかの防衛省・自衛隊公式SNSは
こちらからチェック！

▲

■ 防衛省・自衛隊 公式コンテンツのご案内

https://www.mod.go.jp/dih/

http://www.nids.mod.go.jp/

地方防衛局
https://www.mod.go.jp/rdb/

https://www.mod.go.jp/gsdf/jieikanbosyu/

https://www.mod.go.jp/igo/

各自衛隊・機関などのホームページ

https://www.mod.go.jp/js/

https://www.mod.go.jp/gsdf/

https://www.mod.go.jp/msdf/

https://www.mod.go.jp/asdf/

https://www.mod.go.jp/nda/

https://www.mod.go.jp/gsdf/yt_sch/

https://www.mod.go.jp/ndmc/

https://www.mod.go.jp/atla/

https://www.mod.go.jp/j/publication/
events/index.html

防衛省・自衛隊のイベント防衛省・自衛隊のイベント

https://www.mod.go.jp/j/kids/wp/index.html

小学校高学年、中学生、高校生のみなさんにも
令和5年版防衛白書をわかりやすく説明しています。
大人の方にも短い時間で防衛白書全体の内容が分かるのでおすすめです。
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	資料1	 国家安全保障戦略について
令和4年12月16日　国家安全保障会議決定

閣　　議　　決　　定
国家安全保障戦略について別紙のとおり定める。
これに伴い、「国家安全保障戦略について」（平成25年

12月17日国家安全保障会議決定及び閣議決定）は廃止す
る。

（別紙）
国家安全保障戦略

Ⅰ　策定の趣旨
国際社会は時代を画する変化に直面している。グロー

バリゼーションと相互依存のみによって国際社会の平和
と発展は保証されないことが、改めて明らかになった。
自由で開かれた安定的な国際秩序は、冷戦終焉以降に世
界で拡大したが、パワーバランスの歴史的変化と地政学
的競争の激化に伴い、今、重大な挑戦に晒されている。
その中で、気候変動問題や感染症危機を始め、国境を越
えて各国が協力して対応すべき諸課題も同時に生起して
おり、国際関係において対立と協力の様相が複雑に絡み
合う時代になっている。

これまで、我が国を含む先進民主主義国は、自由、民
主主義、基本的人権の尊重、法の支配といった普遍的価
値を擁護し、共存共栄の国際社会の形成を主導してき
た。途上国を含む国際社会の多くの国も、こうした国際
秩序を前提に、グローバリゼーションの中で、国際社会
の平和と安定と経済発展の果実を享受してきた。

しかし、同時に、拡大する経済格差等に起因する不満
は、国内、更には国家間の関係において新たな緊張をも
たらしている。普遍的価値を共有しない一部の国家は、
独自の歴史観・価値観に基づき、既存の国際秩序の修正
を図ろうとする動きを見せている。人類が過去一世紀近
くにわたって築き上げてきた武力の行使の一般的禁止と
いう国際社会の大原則が、国際社会の平和及び安全の維
持に関する主要な責任を有する国際連合安全保障理事会

（以下「国連安保理」という。）の常任理事国により、あ
からさまな形で破られた。また、海洋における一方的な
現状変更及びその試みも継続している。そして、普遍的
価値を共有しない一部の国家は、経済と科学技術を独自
の手法で急速に発展させ、一部の分野では、学問の自由
や市場経済原理を擁護してきた国家よりも優位に立つよ
うになってきている。これらは、既存の国際秩序に挑戦
する動きであり、国際関係において地政学的競争が激化
している。このような状況において、多くの途上国等は
地政学的競争に巻き込まれることを回避しようとしてい
るが、中には普遍的価値を共有しない一部の国家に追随
する国も出てきている。

このように地政学的競争が激化すると同時に、国際社
会においては、国際社会全体の協力が不可欠な問題も生
じてきている。気候変動、感染症危機等、国境を越えて
人類の存在そのものを脅かす地球規模課題への対応のた

めに、国際社会が価値観の相違、利害の衝突等を乗り越
えて協力することが、かつてないほど求められている時
代になっている。

我が国周辺に目を向ければ、我が国は戦後最も厳しく
複雑な安全保障環境に直面している。ロシアによるウク
ライナ侵略により、国際秩序を形作るルールの根幹がい
とも簡単に破られた。同様の深刻な事態が、将来、イン
ド太平洋地域、とりわけ東アジアにおいて発生する可能
性は排除されない。国際社会では、インド太平洋地域を
中心に、歴史的なパワーバランスの変化が生じている。
また、我が国周辺では、核・ミサイル戦力を含む軍備増
強が急速に進展し、力による一方的な現状変更の圧力が
高まっている。そして、領域をめぐるグレーゾーン事
態、民間の重要インフラ等への国境を越えたサイバー攻
撃、偽情報の拡散等を通じた情報戦等が恒常的に生起
し、有事と平時の境目はますます曖昧になってきてい
る。さらに、国家安全保障の対象は、経済、技術等、こ
れまで非軍事的とされてきた分野にまで拡大し、軍事と
非軍事の分野の境目も曖昧になっている。

国内に目を転じれば、我が国は、人口減少、少子高齢
化、厳しい財政状況等の困難な課題に直面している。こ
うした我が国国内の困難な経済的・社会的課題を解決
し、経済成長を実現していくためにも、産業に不可欠な
物資、エネルギー、食料等の貿易や人の移動等の国境を
またぐ経済・社会活動が円滑になされる国際的な環境を
確保しなければならない。

このような世界の歴史の転換期において、我が国は戦
後最も厳しく複雑な安全保障環境のただ中にある。その
中において、防衛力の抜本的強化を始めとして、最悪の
事態をも見据えた備えを盤石なものとし、我が国の平和
と安全、繁栄、国民の安全、国際社会との共存共栄を含
む我が国の国益を守っていかなければならない。そのた
めに、我が国はまず、我が国に望ましい安全保障環境を
能動的に創出するための力強い外交を展開する。そし
て、自分の国は自分で守り抜ける防衛力を持つことは、
そのような外交の地歩を固めるものとなる。

こうした目標を達成するためには、地政学的競争、地
球規模課題への対応等、対立と協力が複雑に絡み合う国
際関係全体を俯瞰し、外交力・防衛力・経済力・技術
力・情報力を含む総合的な国力を最大限活用して、国家
の対応を高次のレベルで統合させる戦略が必要である。
このような視点に立ち、我が国の安全保障に関する最上
位の政策文書となる国家安全保障戦略を定める。本戦略
は、外交、防衛、経済安全保障、技術、サイバー、海
洋、宇宙、情報、政府開発援助（ODA）、エネルギー等
の我が国の安全保障に関連する分野の諸政策に戦略的な
指針を与えるものである。

2013年に我が国初の国家安全保障戦略（平成25年12
月17日国家安全保障会議決定及び閣議決定）が策定さ
れ、我が国は、国際協調を旨とする積極的平和主義の下
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での平和安全法制の制定等により、安全保障上の事態に
切れ目なく対応できる枠組みを整えた。本戦略に基づく
戦略的な指針と施策は、その枠組みに基づき、我が国の
安全保障に関する基本的な原則を維持しつつ、戦後の我
が国の安全保障政策を実践面から大きく転換するもので
ある。

同時に、国家としての力の発揮は国民の決意から始ま
る。伝統的な外交・防衛の分野にとどまらない幅広い分
野を対象とする本戦略を着実に実施していくためには、
本戦略の内容と実施について国民の理解と協力を得て、
国民が我が国の安全保障政策に自発的かつ主体的に参画
できる環境を政府が整えることが不可欠である。

本戦略は次のとおり構成される。
本戦略は、まず、国家の安全保障戦略を定める際の原

点となるべき我が国の国益を示す。次に、その国益を踏
まえ、我が国の戦後の安全保障の歴史と経験、国民の選
択の中から培われてきた我が国の安全保障に関する基本
的な原則を示す。さらに、現在の我が国を取り巻く安全
保障環境と我が国の安全保障上の課題を示す。これらを
踏まえて、我が国が達成すべき我が国の安全保障上の目
標を設定し、この目標を我が国が総合的な国力を用いて
達成するための手段と方法、すなわち戦略的なアプロー
チを明らかにする。さらに、戦略的なアプローチの実施
を支える土台である我が国の様々な基盤を示す。
Ⅱ　我が国の国益

我が国が守り、発展させるべき国益を以下に示す。
1　我が国の主権と独立を維持し、領域を保全し、国民

の生命・身体・財産の安全を確保する。そして、我が
国の豊かな文化と伝統を継承しつつ、自由と民主主義
を基調とする我が国の平和と安全を維持し、その存立
を全うする。また、我が国と国民は、世界で尊敬さ
れ、好意的に受け入れられる国家・国民であり続け
る。

2　経済成長を通じて我が国と国民の更なる繁栄を実現
する。そのことにより、我が国の平和と安全をより強
固なものとする。そして、我が国の経済的な繁栄を主
体的に達成しつつ、開かれ安定した国際経済秩序を維
持・強化し、我が国と他国が共存共栄できる国際的な
環境を実現する。

3　自由、民主主義、基本的人権の尊重、法の支配と
いった普遍的価値や国際法に基づく国際秩序を維持・
擁護する。特に、我が国が位置するインド太平洋地域
において、自由で開かれた国際秩序を維持・発展させ
る。

Ⅲ　我が国の安全保障に関する基本的な原則
我が国の国益を守るための安全保障政策の遂行の前提

として、我が国の安全保障に関する基本的な原則を以下
に示す。
1　国際協調を旨とする積極的平和主義を維持する。そ

の理念を国際社会で一層具現化しつつ、将来にわたっ

て我が国の国益を守る。そのために、我が国を守る一
義的な責任は我が国にあるとの認識の下、刻々と変化
する安全保障環境を直視した上で、必要な改革を果断
に遂行し、我が国の安全保障上の能力と役割を強化す
る。

2　自由、民主主義、基本的人権の尊重、法の支配と
いった普遍的価値を維持・擁護する形で、安全保障政
策を遂行する。そして、戦後最も厳しく複雑な安全保
障環境の中においても、世界的に最も成熟し安定した
先進民主主義国の一つとして、普遍的価値・原則の維
持・擁護を各国と協力する形で実現することに取り組
み、国際社会が目指すべき範を示す。

3　平和国家として、専守防衛に徹し、他国に脅威を与
えるような軍事大国とはならず、非核三原則を堅持す
るとの基本方針は今後も変わらない。

4　拡大抑止の提供を含む日米同盟は、我が国の安全保
障政策の基軸であり続ける。

5　我が国と他国との共存共栄、同志国との連携、多国
間の協力を重視する。

Ⅳ　我が国を取り巻く安全保障環境と我が国の安全保障上
の課題

我が国の安全保障上の目標を定めるに当たり、我が国
を取り巻く安全保障環境と我が国の安全保障上の課題を
以下に示す。
1　グローバルな安全保障環境と課題
（1）2013年の国家安全保障戦略の策定以降も、グ

ローバルなパワーの重心が、我が国が位置するイン
ド太平洋地域に移る形で、国際社会は急速に変化し
続けている。この変化は中長期的に続き、国際社会
の在り様を変えるほどの歴史的な影響を与えるもの
となる可能性が高い。

（2）国際社会においては、経済発展、技術革新、人
的交流、新たな文化の創出等の多くの機会と恩恵が
もたらされている。しかし、同時に、我が国の同盟
国であり世界最大の総合的な国力を有する米国や、
G7等の国際的な枠組みが、国際社会におけるリス
クを管理し、自由で開かれた国際秩序を維持・発展
させることは、ますます難しくなってきている。国
際社会全体の意思を具現すべき国連では、対立が目
立ち、その機能が十分に果たせていない。これは、
普遍的価値やそれに基づく政治・経済体制を共有し
ない国家が勢力を拡大し、国際社会におけるリスク
が顕在化していることが大きな要因である。具体的
には、他国の国益を減ずる形で自国の国益を増大さ
せることも排除しない一部の国家が、軍事的・非軍
事的な力を通じて、自国の勢力を拡大し、一方的な
現状変更を試み、国際秩序に挑戦する動きを加速さ
せている。このような動きが、軍事、外交、経済、
技術等の幅広い分野での国家間の競争や対立を先鋭
化させ、国際秩序の根幹を揺るがしている。その結
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果、現在の国際的な安全保障環境は、国家間の関係
や利害がモザイクのように入り組む、複雑で厳しい
ものとなっている。

（3）以下に、こうした現在の国際的な安全保障環境
の複雑さ、厳しさを表す顕著な例を挙げる。
ア　他国の領域主権等に対して、軍事的及び非軍事

的な手段を組み合わせる形で、力による一方的な
現状変更及びその試みがなされている。特に、ロ
シアによるウクライナ侵略は、武力の行使を禁ず
る国際法の深刻な違反であり、国際秩序の根幹を
揺るがすものである。

イ　サイバー空間、海洋、宇宙空間、電磁波領域等
において、自由なアクセスやその活用を妨げるリ
スクが深刻化している。特に、相対的に露見する
リスクが低く、攻撃者側が優位にあるサイバー攻
撃の脅威は急速に高まっている。サイバー攻撃に
よる重要インフラの機能停止や破壊、他国の選挙
への干渉、身代金の要求、機微情報の窃取等は、
国家を背景とした形でも平素から行われている。
そして、武力攻撃の前から偽情報の拡散等を通じ
た情報戦が展開されるなど、軍事目的遂行のため
に軍事的な手段と非軍事的な手段を組み合わせる
ハイブリッド戦が、今後更に洗練された形で実施
される可能性が高い。

ウ　サプライチェーンの脆弱性、重要インフラへの
脅威の増大、先端技術をめぐる主導権争い等、従
来必ずしも安全保障の対象と認識されていなかっ
た課題への対応も、安全保障上の主要な課題と
なってきている。その結果、安全保障の対象が経
済分野にまで拡大し、安全保障の確保のために経
済的手段が一層必要とされている。

エ　本来、相互互恵的であるべき国際貿易、経済協
力の分野において、一部の国家が、鉱物資源、食
料、産業・医療用の物資等の輸出制限、他国の債
務持続性を無視した形での借款の供与等を行うこ
とで、他国に経済的な威圧を加え、自国の勢力拡
大を図っている。

オ　先端技術研究とその成果の安全保障目的の活用
等について、主要国が競争を激化させる中で、一
部の国家が、他国の民間企業や大学等が開発した
先端技術に関する情報を不法に窃取した上で、自
国の軍事目的に活用している。

カ　国際社会におけるパワーバランスの変化や価値
観の多様化により、国際社会全体の統治構造にお
いて強力な指導力が失われつつある。その結果、
気候変動、自由貿易、軍備管理・軍縮・不拡散、
テロ、感染症対策を含む国際保健、食料、エネル
ギー等の国際社会共通の課題への対応において、
国際社会が団結しづらくなっている。また、中
東、アフリカ、太平洋島嶼部の脆弱な国が、例え

ば、気候変動がもたらす異常気象・国土面積の減
少、感染症の世界的な拡大、食料・エネルギー不
足等により、相対的に大きな被害を被っている。

2　インド太平洋地域における安全保障環境と課題
上記のグローバルな安全保障環境と課題は、我が国

が位置するインド太平洋地域で特に際立っており、将
来、更に深刻さを増す可能性がある。これを踏まえ、
インド太平洋地域における安全保障環境と課題、特に
注目すべき国・地域の動向を以下に示す。

（1）インド太平洋地域における安全保障の概観
インド太平洋地域は、世界人口の半数以上を擁す

る世界の活力の中核であり、太平洋とインド洋の交
わりによるダイナミズムは世界経済の成長エンジン
となっている。この地域にある我が国は、その恩恵
を受けやすい位置にある。

同時に、インド太平洋地域は安全保障上の課題が
多い地域でもある。例えば、核兵器を含む大規模な
軍事力を有し、普遍的価値やそれに基づく政治・経
済体制を共有しない国家や地域が複数存在する。さ
らには、歴史的な経緯を背景とする外交関係等が複
雑に絡み合っている。また、東シナ海、南シナ海等
における領域に関する一方的な現状変更及びその試
み、海賊、テロ、大量破壊兵器の拡散、自然災害等
の様々な種類と烈度の脅威や課題が存在する。

このようなインド太平洋地域において、我が国
が、自由で開かれたインド太平洋（以下「FOIP」
という。）というビジョンの下、同盟国・同志国等
と連携し、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩
序を実現し、地域の平和と安定を確保していくこと
は、我が国の安全保障にとって死活的に重要であ
る。

（2）中国の安全保障上の動向
中国は、「中華民族の偉大な復興」、今世紀半ばま

での「社会主義現代化強国」の全面的完成、早期に
人民解放軍を「世界一流の軍隊」に築き上げること
を明確な目標としている。中国は、このような国家
目標の下、国防費を継続的に高い水準で増加させ、
十分な透明性を欠いたまま、核・ミサイル戦力を含
む軍事力を広範かつ急速に増強している。

また、中国は、我が国の尖閣諸島周辺における領
海侵入や領空侵犯を含め、東シナ海、南シナ海等に
おける海空域において、力による一方的な現状変更
の試みを強化し、日本海、太平洋等でも、我が国の
安全保障に影響を及ぼす軍事活動を拡大・活発化さ
せている。さらに、中国は、ロシアとの戦略的な連
携を強化し、国際秩序への挑戦を試みている。

中国は、世界第二位の経済力を有し、世界経済を
牽引する国としても、また、気候変動を含む地球規
模課題についても、その国際的な影響力にふさわし
い更なる取組が国際社会から強く求められている。
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しかし、中国は、主要な公的債権国が等しく参加す
る国際的な枠組み等にも参加しておらず、開発金融
等に関連する活動の実態も十分な透明性を欠いてい
る。また、経済面での安全を確立すべく、戦略的な
取組を強化しており、他国の中国への依存を利用し
て、相手国に経済的な威圧を加える事例も起きてい
る。

中国は、台湾について平和的統一の方針は堅持し
つつも、武力行使の可能性を否定していない。さら
に、中国は我が国近海への弾道ミサイル発射を含め
台湾周辺海空域において軍事活動を活発化させてお
り、台湾海峡の平和と安定については、我が国を含
むインド太平洋地域のみならず、国際社会全体にお
いて急速に懸念が高まっている。

中国が、首脳レベルを含む様々なレベルでの意思
疎通を通じて、国際社会と建設的な関係を構築する
こと、また、我が国を含む国際社会との対話と協力
を重ねること等により、我が国と共にインド太平洋
地域を含む国際社会の平和と安定に貢献することが
期待されている。

しかしながら、現在の中国の対外的な姿勢や軍事
動向等は、我が国と国際社会の深刻な懸念事項であ
り、我が国の平和と安全及び国際社会の平和と安定
を確保し、法の支配に基づく国際秩序を強化する上
で、これまでにない最大の戦略的な挑戦であり、我
が国の総合的な国力と同盟国・同志国等との連携に
より対応すべきものである。

（3）北朝鮮の安全保障上の動向
朝鮮半島においては、韓国と北朝鮮双方の大規模

な軍事力が対峙している。北朝鮮は、累次の国連安
保理決議に従った、全ての大量破壊兵器及びあらゆ
る射程の弾道ミサイルの完全な、検証可能な、か
つ、不可逆的な方法での廃棄を依然として行ってい
ない。現在も深刻な経済的困難に直面しており、人
権状況も全く改善しない一方で、軍事面に資源を重
点的に配分し続けている。

北朝鮮は、近年、かつてない高い頻度で、新たな
態様での弾道ミサイルの発射等を繰り返し、急速に
その能力を増強している。特に、米国本土を射程に
含む大陸間弾道ミサイル（ICBM）級弾道ミサイル
の発射、変則軌道で飛翔するミサイルを含む新たな
態様での発射、発射台付き車両（TEL）・潜水艦・
鉄道といった様々なプラットフォームからの発射等
により、ミサイル関連技術及び運用能力は急速に進
展している。

さらに、北朝鮮は、核戦力を質的・量的に最大限
のスピードで強化する方針であり、ミサイル関連技
術等の急速な発展と合わせて考えれば、北朝鮮の軍
事動向は、我が国の安全保障にとって、従前よりも
一層重大かつ差し迫った脅威となっている。

北朝鮮による拉致問題は、我が国の主権と国民の
生命・安全に関わる重大な問題であり、国の責任に
おいて解決すべき喫緊の課題である。また、基本的
人権の侵害という国際社会の普遍的問題である。

（4）ロシアの安全保障上の動向
ロシアによるウクライナ侵略等、ロシアの自国の

安全保障上の目的達成のために軍事力に訴えること
を辞さない姿勢は顕著である。また、ロシアは核兵
器による威嚇ともとれる言動を繰り返している。

ロシアは、我が国周辺における軍事活動を活発化
させている。我が国固有の領土である北方領土でも
ロシアは軍備を強化しているが、これは、特にオ
ホーツク海がロシアの戦略核戦力の一翼を担う戦略
原子力潜水艦の活動領域であることが、その背景に
あるとみられる。

さらに、ロシアは、中国との間で、戦略的な連携
を強化してきている。特に、近年は、我が国周辺で
の中露両国の艦艇による共同航行や爆撃機による共
同飛行等の共同演習・訓練を継続的に実施するな
ど、軍事面での連携が強化されている。

ロシアの対外的な活動、軍事動向等は、今回のウ
クライナ侵略等によって、国際秩序の根幹を揺るが
し、欧州方面においては安全保障上の最も重大かつ
直接の脅威と受け止められている。また、我が国を
含むインド太平洋地域におけるロシアの対外的な活
動、軍事動向等は、中国との戦略的な連携と相まっ
て、安全保障上の強い懸念である。

Ⅴ　我が国の安全保障上の目標
以上のような我が国の安全保障上の課題が存在する中

で、我が国が国益を確保できるようにするための我が国
の安全保障上の目標を以下に示す。この目標は、上記Ⅲ
で示した我が国の安全保障に関する基本的な原則を踏ま
えたものである。
1　我が国の主権と独立を維持し、我が国が国内・外交

に関する政策を自主的に決定できる国であり続け、我
が国の領域、国民の生命・身体・財産を守る。そのた
めに、我が国自身の能力と役割を強化し、同盟国であ
る米国や同志国等と共に、我が国及びその周辺におけ
る有事、一方的な現状変更の試み等の発生を抑止す
る。万が一、我が国に脅威が及ぶ場合も、これを阻
止・排除し、かつ被害を最小化させつつ、我が国の国
益を守る上で有利な形で終結させる。

2　安全保障政策の遂行を通じて、我が国の経済が成長
できる国際環境を主体的に確保する。それにより、我
が国の経済成長が我が国を取り巻く安全保障環境の改
善を促すという、安全保障と経済成長の好循環を実現
する。その際、我が国の経済構造の自律性、技術等の
他国に対する優位性、ひいては不可欠性を確保する。

3　国際社会の主要なアクターとして、同盟国・同志国
等と連携し、国際関係における新たな均衡を、特にイ
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ンド太平洋地域において実現する。それにより、特定
の国家が一方的な現状変更を容易に行い得る状況とな
ることを防ぎ、安定的で予見可能性が高く、法の支配
に基づく自由で開かれた国際秩序を強化する。

4　国際経済や、気候変動、感染症等の地球規模課題へ
の対応、国際的なルールの形成等の分野において、多
国間の協力を進め、国際社会が共存共栄できる環境を
実現する。

Ⅵ　我が国が優先する戦略的なアプローチ
我が国は、我が国の安全保障上の目標を達成するため

に、我が国の総合的な国力をその手段として有機的かつ
効率的に用いて、戦略的なアプローチを実施する。
1　我が国の安全保障に関わる総合的な国力の主な要素
（1）第一に外交力である。国家安全保障の基本は、

法の支配に基づき、平和で安定し、かつ予見可能性
が高い国際環境を能動的に創出し、脅威の出現を未
然に防ぐことにある。我が国は、長年にわたり、国
際社会の平和と安定、繁栄のための外交活動や国際
協力を行ってきた。その伝統と経験に基づき、大幅
に強化される外交の実施体制の下、今後も、多くの
国と信頼関係を築き、我が国の立場への理解と支持
を集める外交活動や他国との共存共栄のための国際
協力を展開する。

（2）第二に防衛力である。防衛力は、我が国の安全
保障を確保するための最終的な担保であり、我が国
を守り抜く意思と能力を表すものである。国際社会
の現実を見れば、この機能は他の手段では代替でき
ない。防衛力により、我が国に脅威が及ぶことを抑
止し、仮に我が国に脅威が及ぶ場合にはこれを阻止
し、排除する。そして、抜本的に強化される防衛力
は、我が国に望ましい安全保障環境を能動的に創出
するための外交の地歩を固めるものとなる。

（3）第三に経済力である。経済力は、平和で安定し
た安全保障環境を実現するための政策の土台とな
る。我が国は、世界第三位の経済大国であり、開か
れ安定した国際経済秩序の主要な担い手として、自
由で公正な貿易・投資活動を行う。また、グローバ
ル・サプライチェーンに不可欠な高付加価値のモノ
とサービスを提供し、我が国の経済成長を実現して
いく。

（4）第四に技術力である。科学技術とイノベーショ
ンの創出は、我が国の経済的・社会的発展をもたら
す源泉である。そして、技術力の適切な活用は、我
が国の安全保障環境の改善に重要な役割を果たし、
気候変動等の地球規模課題への対応にも不可欠であ
る。我が国が長年にわたり培ってきた官民の高い技
術力を、従来の考え方にとらわれず、安全保障分野
に積極的に活用していく。

（5）第五に情報力である。急速かつ複雑に変化する
安全保障環境において、政府が的確な意思決定を行

うには、質が高く時宜に適った情報収集・分析が不
可欠である。そのために、政策部門と情報部門との
緊密な連携の下、政府が保有するあらゆる情報収集
の手段と情報源を活用した総合的な分析により、安
全保障に関する情報を可能な限り早期かつ正確に把
握し、政府内外での共有と活用を図る。また、我が
国の安全保障上の重要な情報の漏洩を防ぐために、
官民の情報保全に取り組む。

2　戦略的なアプローチとそれを構成する主な方策
（1）危機を未然に防ぎ、平和で安定した国際環境を

能動的に創出し、自由で開かれた国際秩序を強化す
るための外交を中心とした取組の展開
ア　日米同盟の強化

日米安全保障体制を中核とする日米同盟は、我
が国の安全保障のみならず、インド太平洋地域を
含む国際社会の平和と安定の実現に不可欠な役割
を果たす。特に、インド太平洋地域において日米
の協力を具体的に深化させることが、米国のこの
地域へのコミットメントを維持・強化する上でも
死活的に重要である。これらのことも念頭に、日
米の戦略レベルで連携を図り、米国と共に、外
交、防衛、経済等のあらゆる分野において、日米
同盟を強化していく。

イ　自由で開かれた国際秩序の維持・発展と同盟
国・同志国等との連携の強化

我が国は、インド太平洋地域に位置する国家と
して、日米同盟を基軸としつつ、日米豪印（ク
アッド）等の取組を通じて、同志国との協力を深
化し、FOIPの実現に向けた取組を更に進める。
そのために、FOIPというビジョンの国際社会に
おける更なる普遍化、自由で公正な経済圏を広げ
るためのルール作り、連結性の向上、各国・国際
機関のガバナンスの強化、海洋安全保障の確保等
の取組を拡充していく。

また、経済的にも発展し、国際社会における影
響力が高まっている途上国等への外交的な関与を
更に強化する。そのことにより、できるだけ多く
の国と共に、法の支配に基づく自由で開かれた国
際秩序を強化する。

さらに、同盟国・同志国間のネットワークを重
層的に構築するとともに、それを拡大し、抑止力
を強化していく。そのために、日米韓、日米豪等
の枠組みを活用しつつ、オーストラリア、イン
ド、 韓 国、 欧 州 諸 国、 東 南 ア ジ ア 諸 国 連 合

（ASEAN）諸国、カナダ、北大西洋条約機構
（NATO）、欧州連合（EU）等との安全保障上の
協力を強化する。具体的には、二国間・多国間の
対話を通じた同志国等のインド太平洋地域への関
与の強化の促進、共同訓練、情報保護協定・物品
役務相互提供協定（ACSA）・円滑化協定（RAA）
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の締結、防衛装備品の共同開発、防衛装備品の移
転、能力構築支援、戦略的コミュニケーション、
柔軟に選択される抑止措置（FDO）等の取組を
進める。

ウ　我が国周辺国・地域との外交、領土問題を含む
諸懸案の解決に向けた取組の強化

日中両国は、地域と国際社会の平和と繁栄に
とって、共に重要な責任を有する。我が国は、中
国との間で、様々なレベルの意思疎通を通じて、
主張すべきは主張し、責任ある行動を求めつつ、
諸懸案も含め対話をしっかりと重ね、共通の課題
については協力をしていくとの「建設的かつ安定
的な関係」を構築していく。このことは、インド
太平洋地域を含む国際社会の平和と安定にとって
不可欠である。

中国が力による一方的な現状変更の試みを拡大
していることについては、これに強く反対し、そ
のような行為を行わないことを強く求め、冷静か
つ毅然として対応する。また、中国の急速な軍事
力の強化及び軍事活動の拡大に関しては、透明性
等を向上させるとともに、国際的な軍備管理・軍
縮等の努力に建設的な協力を行うよう同盟国・同
志国等と連携し、強く働きかける。そして、日中
間の信頼の醸成のため、中国との安全保障面にお
ける意思疎通を強化する。加えて、中国との間に
おける不測の事態の発生を回避・防止するための
枠組みの構築を含む日中間の取組を進める。

同時に、経済、人的交流等の分野において日中
双方の利益となる形での協力は可能であり、我が
国経済の発展と経済安全保障に資する形で、中国
との適切な経済関係を構築しつつ、両国の人的交
流を再活性化していく。また、同盟国・同志国や
国際機関等と連携し、中国が、国際的なルール・
基準を遵守し、自国の透明性と予見可能性を高
め、地球規模課題等について協力すべきは協力し
つつ、その国際的な影響力にふさわしい責任ある
建設的な役割を果たすように促す。

台湾との関係については、我が国は、1972年
の日中共同声明を踏まえ、非政府間の実務関係と
して維持してきており、台湾に関する基本的な立
場に変更はない。台湾は、我が国にとって、民主
主義を含む基本的な価値観を共有し、緊密な経済
関係と人的往来を有する極めて重要なパートナー
であり、大切な友人である。また、台湾海峡の平
和と安定は、国際社会の安全と繁栄に不可欠な要
素であり、両岸問題の平和的解決を期待するとの
我が国の立場の下、様々な取組を継続していく。

韓国は、地政学的にも我が国の安全保障にとっ
ても極めて重要な隣国である。北朝鮮への対応等
を念頭に、安全保障面を含め、日韓・日米韓の戦

略的連携を強化していく。そのためにも、1965
年の国交正常化以来築いてきた日韓の友好協力関
係の基盤に基づき日韓関係を発展させていくべ
く、韓国側と緊密に意思疎通を図っていく。二国
間の諸懸案については、我が国の一貫した立場に
基づいて然るべく対応していく。我が国固有の領
土である竹島の領有権に関する問題については、
我が国の一貫した立場に基づき毅然と対応しつ
つ、国際法にのっとり、平和的に紛争を解決する
との方針に基づき、粘り強く外交努力を行う。

北朝鮮による核・ミサイル開発に関しては、米
国及び韓国と緊密に連携しつつ、地域の抑止力の
強化、国連安保理決議に基づくものを含む対北朝
鮮制裁の完全な履行及び外交的な取組を通じ、六
者会合共同声明や国連安保理決議に基づく北朝鮮
の完全な非核化に向けた具体的行動を北朝鮮に対
して求めていく。また、日朝関係については、日
朝平壌宣言に基づき、拉致・核・ミサイルといっ
た諸懸案の包括的な解決に向けて取り組んでい
く。とりわけ、拉致問題については、時間的な制
約のある深刻な人道問題であり、この問題の解決
なくして北朝鮮との国交正常化はあり得ないとの
基本認識の下、一日も早い全ての拉致被害者の安
全確保及び即時帰国、拉致に関する真相究明、拉
致実行犯の引渡しに向けて全力を尽くす。

ロシアとの関係については、インド太平洋地域
の厳しい安全保障環境を踏まえ、我が国の国益を
守る形で対応していく。また、同盟国・同志国等
と連携しつつ、ロシアによる国際社会の平和と安
定及び繁栄を損なう行動を防ぐ。対露外交上の最
大の懸案である北方領土問題については、領土問
題を解決して平和条約を締結するとの基本方針は
不変である。

エ　軍備管理・軍縮・不拡散
我が国周辺における核兵器を含む軍備増強の傾

向を止め、これを反転させ、核兵器による威嚇等
の事態の生起を防ぐことで、我が国を取り巻く安
全保障環境を改善し、国際社会の平和と安定を実
現する。そのために、軍備管理・軍縮・不拡散の
取組を一層強化する。具体的には、唯一の戦争被
爆国として、「核兵器のない世界」の実現に向け
た国際的な取組を主導する。北朝鮮、イラン等の
地域の不拡散問題も踏まえ、核兵器不拡散条約

（NPT）を礎石とする国際的な核軍縮・不拡散体
制を維持・強化し、現実の国際的な安全保障上の
課題に適切に対処しつつ、実践的・現実的な取組
を着実に進める。

また、武器や関連機微技術の拡散防止のための
国際輸出管理レジームの維持・強化、我が国国内
における不拡散措置の適切な実施や、各国の能力
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構築支援を柱として不拡散政策に取り組む。
生物兵器、化学兵器及び通常兵器についても、

自律型致死兵器システム（LAWS）を含め、多国
間での取組、ルール作り等に積極的に取り組む。

オ　国際テロ対策
テロはいかなる理由をもってしても正当化でき

ず、強く非難されるべきものであり、国際社会と
共に、断固とした姿勢を示し、テロ対策を講じて
いく。具体的には、国際テロ対策を推進し、ま
た、原子力発電所等の重要な生活関連施設の安全
確保に関する我が国国内での対策を徹底する。

さらに、在外邦人等の安全を確保するための情
報の共有を始め、各国、民間企業等との協力体制
を構築する。また、国際テロ情勢に関する情報収
集・分析の体制や能力を強化する。

カ　気候変動対策
気候変動は、人類の存在そのものに関わる安全

保障上の問題であり、気候変動がもたらす異常気
象は、自然災害の多発・激甚化、災害対応の増
加、エネルギー・食料問題の深刻化、国土面積の
減少、北極海航路の利用の増加等、我が国の安全
保障に様々な形で重大な影響を及ぼす。

同盟国・同志国を含むあらゆるステークホル
ダーと連携して、国内外での取組を主導してい
く。具体的には、2030年度において温室効果ガ
スを2013年度から46％削減、2050年までのカー
ボンニュートラル実現に向けた、再生可能エネル
ギーや原子力の最大限の活用を始めとするエネル
ギー・産業部門の構造転換、大胆な投資によるイ
ノベーションの創出等を通じ、脱炭素社会の実現
に向けて取り組む。

また、気候変動が国際的な安全保障環境に与え
る否定的な影響を最小限のものとするよう、国際
社会での取組を主導する。その一環として、気候
変動問題が切迫した脅威となっている島嶼国を始
めとする途上国等に対して、持続可能で強靭な経
済・社会を構築するための支援を行う。

キ　ODAを始めとする国際協力の戦略的な活用
FOIPというビジョンの下、自由で開かれた国

際秩序を維持・発展させ、国際社会の共存共栄を
実現するためにODAを戦略的に活用していく。
具体的には、質の高いインフラ、人材育成等によ
る連結性、海洋安全保障、法の支配、経済安全保
障等の強化のための支援を行う。そのことによ
り、開発途上国等との信頼・協力関係を強化す
る。また、FOIPというビジョンに賛同する幅広
い国際社会のパートナーとの協力を進める。

そして、人間の安全保障の考え方の下、貧困削
減、保健、気候変動、環境、人道支援等の地球規
模課題の解決のための国際的な取組を主導する。

これらの取組を行うに当たり、我が国企業の海外
展開の支援や、ODAとODA以外の公的資金と
の連携等を強化する。さらに、国際機関・NGO
を始めとする多様なステークホルダーとの連携を
引き続き強化する。

同志国との安全保障上の協力を深化させるため
に、開発途上国の経済社会開発等を目的とした
ODAとは別に、同志国の安全保障上の能力・抑
止力の向上を目的として、同志国に対して、装備
品・物資の提供やインフラの整備等を行う、軍等
が裨益者となる新たな協力の枠組みを設ける。こ
れは、総合的な防衛体制の強化のための取組の一
つである。

ク　人的交流等の促進
人と人、国と国の相互理解の増進は、国家間の

緊張を緩和し、平和で安定した国際関係を築く土
台となる。海外における日本への理解を促進し、
我が国と国民が好意的に受け入れられる国際環境
を醸成するために、人的交流、文化交流等に取り
組む。具体的には、各国・地域の政府関係者、有
識者、文化人等との交流、留学生交流、青少年交
流、スポーツ交流等、様々なレベル・分野での人
的交流を促進する。さらに、豊かな我が国の文化
の海外への紹介、海外での日本語の普及に対する
支援等を行う。

（2）我が国の防衛体制の強化
ア　国家安全保障の最終的な担保である防衛力の抜

本的強化
国際社会において、力による一方的な現状変更

及びその試みが恒常的に生起し、我が国周辺にお
ける軍備増強が急速に拡大している。ロシアによ
るウクライナ侵略のように国際秩序の根幹を揺る
がす深刻な事態が、将来、とりわけ東アジアにお
いて発生することは排除されない。このような安
全保障環境に対応すべく、防衛力を抜本的に強化
していく。

そして、強力な軍事能力を持つ主体が、他国に
脅威を直接及ぼす意思をいつ持つに至るかを正確
に予測することは困難である。したがって、その
ような主体の能力に着目して、我が国の安全保障
に万全を期すための防衛力を平素から整備しなけ
ればならない。また、我が国の防衛力は、科学技
術の進展等に伴う新しい戦い方にも対応できるも
のでなくてはならない。

このような視点に立ち、宇宙・サイバー・電磁
波の領域及び陸・海・空の領域における能力を有
機的に融合し、その相乗効果により自衛隊の全体
の能力を増幅させる領域横断作戦能力に加え、侵
攻部隊に対し、その脅威圏の外から対処するスタ
ンド・オフ防衛能力等により、重層的に対処す
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る。また、有人アセットに加え、無人アセット防
衛能力も強化すること等により、様々な防衛能力
が統合された防衛力を構築していく。さらに、現
有装備品を最大限有効に活用するため、可動率向
上や弾薬・燃料の確保、主要な防衛施設の強靭化
により、防衛力の実効性を一層高めていくことを
最優先課題として取り組む。

我が国への侵攻を抑止する上で鍵となるのは、
スタンド・オフ防衛能力等を活用した反撃能力で
ある。近年、我が国周辺では、極超音速兵器等の
ミサイル関連技術と飽和攻撃など実戦的なミサイ
ル運用能力が飛躍的に向上し、質・量ともにミサ
イル戦力が著しく増強される中、ミサイルの発射
も繰り返されており、我が国へのミサイル攻撃が
現実の脅威となっている。こうした中、今後も、
変則的な軌道で飛翔するミサイル等に対応し得る
技術開発を行うなど、ミサイル防衛能力を質・量
ともに不断に強化していく。

しかしながら、弾道ミサイル防衛という手段だ
けに依拠し続けた場合、今後、この脅威に対し、
既存のミサイル防衛網だけで完全に対応すること
は難しくなりつつある。

このため、相手からミサイルによる攻撃がなさ
れた場合、ミサイル防衛網により、飛来するミサ
イルを防ぎつつ、相手からの更なる武力攻撃を防
ぐために、我が国から有効な反撃を相手に加える
能力、すなわち反撃能力を保有する必要がある。

この反撃能力とは、我が国に対する武力攻撃が
発生し、その手段として弾道ミサイル等による攻
撃が行われた場合、武力の行使の三要件に基づ
き、そのような攻撃を防ぐのにやむを得ない必要
最小限度の自衛の措置として、相手の領域におい
て、我が国が有効な反撃を加えることを可能とす
る、スタンド・オフ防衛能力等を活用した自衛隊
の能力をいう。

こうした有効な反撃を加える能力を持つことに
より、武力攻撃そのものを抑止する。その上で、
万一、相手からミサイルが発射される際にも、ミ
サイル防衛網により、飛来するミサイルを防ぎつ
つ、反撃能力により相手からの更なる武力攻撃を
防ぎ、国民の命と平和な暮らしを守っていく。

この反撃能力については、1956年2月29日に
政府見解として、憲法上、「誘導弾等による攻撃
を防御するのに、他に手段がないと認められる限
り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には
自衛の範囲に含まれ、可能である」としたもの
の、これまで政策判断として保有することとして
こなかった能力に当たるものである。

この政府見解は、2015年の平和安全法制に際
して示された武力の行使の三要件の下で行われる

自衛の措置にもそのまま当てはまるものであり、
今般保有することとする能力は、この考え方の下
で上記三要件を満たす場合に行使し得るものであ
る。

この反撃能力は、憲法及び国際法の範囲内で、
専守防衛の考え方を変更するものではなく、武力
の行使の三要件を満たして初めて行使され、武力
攻撃が発生していない段階で自ら先に攻撃する先
制攻撃は許されないことはいうまでもない。

また、日米の基本的な役割分担は今後も変更は
ないが、我が国が反撃能力を保有することに伴
い、弾道ミサイル等の対処と同様に、日米が協力
して対処していくこととする。

さらに、有事の際の防衛大臣による海上保安庁
に対する統制を含め、自衛隊と海上保安庁との連
携・協力を不断に強化する。

また、政府横断的な連携を図る形での自衛隊の
アセットを活用した柔軟に選択される抑止措置

（FDO）等を実施する。
現下の我が国を取り巻く安全保障環境を踏まえ

れば、我が国の防衛力の抜本的強化は、速やかに
実現していく必要がある。具体的には、本戦略策
定から5年後の2027年度までに、我が国への侵攻
が生起する場合には、我が国が主たる責任をもっ
て対処し、同盟国等の支援を受けつつ、これを阻
止・排除できるように防衛力を強化する。さら
に、おおむね10年後までに、より早期かつ遠方
で我が国への侵攻を阻止・排除できるように防衛
力を強化する。さらに、今後5年間の最優先課題
として、現有装備品の最大限の有効活用と、将来
の自衛隊の中核となる能力の強化に取り組む。

上記の自衛隊の体制整備や防衛に関する施策
は、かつてない規模と内容を伴うものである。ま
た、防衛力の抜本的強化は、一時的な支出増では
対応できず、一定の支出水準を保つ必要がある。
そのため、これら施策は、本戦略を踏まえ、国家
防衛戦略及び防衛力整備計画に基づき実現すると
ともに、その財源についてしっかりした措置を講
じ、これを安定的に確保していく。

このように、必要とされる防衛力の内容を積み
上げた上で、同盟国・同志国等との連携を踏ま
え、国際比較のための指標も考慮し、我が国自身
の判断として、2027年度において、防衛力の抜
本的強化とそれを補完する取組をあわせ、そのた
めの予算水準が現在の国内総生産（GDP）の2％
に達するよう、所要の措置を講ずる。

イ　総合的な防衛体制の強化との連携等
我が国の防衛上の課題に対応する上で、防衛力

の抜本的強化がその中核となる。しかし、安全保
障の対象・分野が多岐にわたるため、防衛力のみ
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ならず、外交力・経済力を含む総合的な国力を活
用し、我が国の防衛に当たる。このような考えの
下、防衛力の抜本的強化を補完し、それと不可分
一体のものとして、研究開発、公共インフラ整
備、サイバー安全保障、我が国及び同志国の抑止
力の向上等のための国際協力の四つの分野におけ
る取組を関係省庁の枠組みの下で推進し、総合的
な防衛体制を強化する。

これに加え、地方公共団体を含む政府内外の組
織との連携を進め、国全体の防衛体制を強化す
る。

ウ　いわば防衛力そのものとしての防衛生産・技術
基盤の強化

我が国の防衛生産・技術基盤は、自国での防衛
装備品の研究開発・生産・調達の安定的な確保等
のために不可欠な基盤である。したがって、我が
国の防衛生産・技術基盤は、いわば防衛力そのも
のと位置付けられるものであることから、その強
化は必要不可欠である。具体的には、力強く持続
可能な防衛産業を構築するために、事業の魅力化
を含む各種取組を政府横断的に進めるとともに、
官民の先端技術研究の成果の防衛装備品の研究開
発等への積極的な活用、新たな防衛装備品の研究
開発のための態勢の強化等を進める。

エ　防衛装備移転の推進
防衛装備品の海外への移転は、特にインド太平

洋地域における平和と安定のために、力による一
方的な現状変更を抑止して、我が国にとって望ま
しい安全保障環境の創出や、国際法に違反する侵
略や武力の行使又は武力による威嚇を受けている
国への支援等のための重要な政策的な手段とな
る。こうした観点から、安全保障上意義が高い防
衛装備移転や国際共同開発を幅広い分野で円滑に
行うため、防衛装備移転三原則や運用指針を始め
とする制度の見直しについて検討する。その際、
三つの原則そのものは維持しつつ、防衛装備移転
の必要性、要件、関連手続の透明性の確保等につ
いて十分に検討する。

また、防衛装備移転を円滑に進めるための各種
支援を行うこと等により、官民一体となって防衛
装備移転を進める。

オ　防衛力の中核である自衛隊員の能力を発揮する
ための基盤の強化

防衛力の中核である自衛隊員が、その能力を一
層発揮できるようにするため、人的基盤を強化す
る。そのために、より幅広い層から多様かつ優秀
な人材の確保を図る。ハラスメントを一切許容し
ない組織環境や女性隊員が更に活躍できる環境を
整備するとともに、隊員の処遇の向上を図り、そ
して、全ての自衛隊員が高い士気を維持し、自ら

の能力を十分に発揮できる環境を整備する。
（3）米国との安全保障面における協力の深化

我が国の防衛力を抜本的に強化しつつ、米国との
安全保障面における協力を深化すること等により、
核を含むあらゆる能力によって裏打ちされた米国に
よる拡大抑止の提供を含む日米同盟の抑止力と対処
力を一層強化する。具体的には、日米の役割・任
務・能力に関する不断の検討を踏まえ、日米の抑止
力・対処力を強化するため、同盟調整メカニズム

（ACM）等の調整機能を更に発展させつつ、領域横
断作戦や我が国の反撃能力の行使を含む日米間の運
用の調整、相互運用性の向上、サイバー・宇宙分野
等での協力深化、先端技術を取り込む装備・技術面
での協力の推進、日米のより高度かつ実践的な共同
訓練、共同の柔軟に選択される抑止措置（FDO）、
共同の情報収集・警戒監視・偵察（ISR）活動、日
米の施設の共同使用の増加等に取り組む。その際、
日米がその能力を十分に発揮できるよう、情報保
全、サイバーセキュリティ等の基盤を強化する。

同時に、このような取組を進めつつ、沖縄を始め
とする地元の負担軽減を図る観点から、普天間飛行
場の移設を含む在日米軍再編を着実に実施する。

（4）我が国を全方位でシームレスに守るための取組
の強化

軍事と非軍事、有事と平時の境目が曖昧になり、
ハイブリッド戦が展開され、グレーゾーン事態が恒
常的に生起している現在の安全保障環境において、
サイバー空間・海洋・宇宙空間、技術、情報、国内
外の国民の安全確保等の多岐にわたる分野におい
て、政府横断的な政策を進め、我が国の国益を隙な
く守る。
ア　サイバー安全保障分野での対応能力の向上

サイバー空間の安全かつ安定した利用、特に国
や重要インフラ等の安全等を確保するために、サ
イバー安全保障分野での対応能力を欧米主要国と
同等以上に向上させる。

具体的には、まずは、最新のサイバー脅威に常
に対応できるようにするため、政府機関のシステ
ムを常時評価し、政府機関等の脅威対策やシステ
ムの脆弱性等を随時是正するための仕組みを構築
する。その一環として、サイバーセキュリティに
関する世界最先端の概念・技術等を常に積極的に
活用する。そのことにより、外交・防衛・情報の
分野を始めとする政府機関等のシステムの導入か
ら廃棄までのライフサイクルを通じた防御の強
化、政府内外の人材の育成・活用の促進等を引き
続き図る。

その上で、武力攻撃に至らないものの、国、重
要インフラ等に対する安全保障上の懸念を生じさ
せる重大なサイバー攻撃のおそれがある場合、こ
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れを未然に排除し、また、このようなサイバー攻
撃が発生した場合の被害の拡大を防止するために
能動的サイバー防御を導入する。そのために、サ
イバー安全保障分野における情報収集・分析能力
を強化するとともに、能動的サイバー防御の実施
のための体制を整備することとし、以下の（ア）
から（ウ）までを含む必要な措置の実現に向け検
討を進める。

（ア）重要インフラ分野を含め、民間事業者等が
サイバー攻撃を受けた場合等の政府への情報共
有や、政府から民間事業者等への対処調整、支
援等の取組を強化するなどの取組を進める。

（イ）国内の通信事業者が役務提供する通信に係
る情報を活用し、攻撃者による悪用が疑われる
サーバ等を検知するために、所要の取組を進め
る。

（ウ）国、重要インフラ等に対する安全保障上の
懸念を生じさせる重大なサイバー攻撃につい
て、可能な限り未然に攻撃者のサーバ等への侵
入・無害化ができるよう、政府に対し必要な権
限が付与されるようにする。
能動的サイバー防御を含むこれらの取組を実

現・促進するために、内閣サイバーセキュリティ
センター（NISC）を発展的に改組し、サイバー
安全保障分野の政策を一元的に総合調整する新た
な組織を設置する。そして、これらのサイバー安
全保障分野における新たな取組の実現のために法
制度の整備、運用の強化を図る。これらの取組は
総合的な防衛体制の強化に資するものとなる。

また、経済安全保障、安全保障関連の技術力の
向上等、サイバー安全保障の強化に資する他の政
策との連携を強化する。

さらに、同盟国・同志国等と連携した形での情
報収集・分析の強化、攻撃者の特定とその公表、
国際的な枠組み・ルールの形成等のために引き続
き取り組む。

イ　海洋安全保障の推進と海上保安能力の強化
四方を海に囲まれ、世界有数の広大な管轄海域

を有する海洋国家として、同盟国・同志国等と連
携し、航行・飛行の自由や安全の確保、法の支配
を含む普遍的価値に基づく国際的な海洋秩序の維
持・発展に向けた取組を進める。具体的には、
シーレーンにおける脅威に対応するための海洋状
況監視、他国との積極的な共同訓練・演習や海外
における寄港等を推進し、多国間の海洋安全保障
協力を強化する。また、海上交通の安全を確保す
るために、海賊対処や情報収集活動等を実施す
る。

そして、これらの取組に関連する国際協力を進
めつつ、南シナ海等における航行及び上空飛行の

自由の確保、国際法に基づく紛争の平和的解決の
推進、シーレーン沿岸国との関係の強化、北極海
航路の利活用等を図る。さらに、シーレーンの安
定的利用の確保等のためにも、ジブチにおける拠
点を引き続き活用する。

我が国の安全保障において、海上法執行機関で
ある海上保安庁が担う役割は不可欠である。尖閣
諸島周辺を含む我が国領域の警備を万全にし、複
数の重大事案発生時にも有効に対応していくた
め、我が国の海上保安能力を大幅に強化し、体制
を拡充する。具体的には、新たな海上保安能力強
化に関する方針に基づき、海上保安庁によるア
セットの増強や新たな技術の導入、十分な運航費
の確保や老朽船の更新、海上保安庁の職員の確
保・育成等を速やかに図る。

また、有事の際の防衛大臣による海上保安庁に
対する統制を含め、海上保安庁と自衛隊の連携・
協力を不断に強化する。

さらに、米国、東南アジア諸国等の海上法執行
機関との国際的な連携・協力も強化する。

ウ　宇宙の安全保障に関する総合的な取組の強化
経済・社会活動にとって不可欠な宇宙空間の安

全かつ安定した利用等を確保するため、宇宙の安
全保障の分野での対応能力を強化する。具体的に
は、自衛隊、海上保安庁等による宇宙空間の利用
を強化しつつ、宇宙航空研究開発機構（JAXA）
等と自衛隊の連携の強化等、我が国全体の宇宙に
関する能力を安全保障分野で活用するための施策
を進める。

また、不測の事態における政府の意思決定に関
する体制の構築、宇宙領域の把握のための体制の
強化、スペースデブリへの対応の推進、相手方の
指揮統制・情報通信等を妨げる能力の整備の拡
充、国際的な行動の規範策定を含む同盟国・同志
国等との連携の強化を進める。

さらに、我が国の宇宙産業を支援・育成するこ
とで、衛星コンステレーションの構築を含め、我
が国の民間の宇宙技術を我が国の防衛に活用す
る。そして、それが更に我が国の宇宙産業の発展
を促すという好循環を実現する。

このような宇宙の安全保障の分野の課題と政策
を具体化させる政府の構想を取りまとめた上で、
それを宇宙基本計画等に反映させる。

エ　技術力の向上と研究開発成果の安全保障分野で
の積極的な活用のための官民の連携の強化

最先端の科学技術は加速度的に進展し、民生用
の技術と安全保障用の技術の区別は実際には極め
て困難となっている。このこと等を踏まえ、我が
国の官民の高い技術力を幅広くかつ積極的に安全
保障に活用するために、安全保障に活用可能な官
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民の技術力を向上させ、研究開発等に関する資金
及び情報を政府横断的に活用するための体制を強
化する。具体的には、総合的な防衛体制の強化に
資する科学技術の研究開発の推進のため、防衛省
の意見を踏まえた研究開発ニーズと関係省庁が有
する技術シーズを合致させるとともに、当該事業
を実施していくための政府横断的な仕組みを創設
する。また、経済安全保障重要技術育成プログラ
ムを含む政府全体の研究開発に関する資金及びそ
の成果の安全保障分野への積極的な活用を進め
る。

さらに、先端重要技術の情報収集・開発・育成
に向けた更なる支援の強化と体制の整備を図る。

そして、民間のイノベーションを推進し、その
成果を安全保障分野において積極的に活用するた
め、関係者の理解と協力を得つつ、広くアカデミ
アを含む最先端の研究者の参画促進等に取り組
む。また、防衛産業が他の民間のイノベーション
の成果を十分に活かしていくための環境の整備に
政府横断的に取り組む。

オ　我が国の安全保障のための情報に関する能力の
強化

健全な民主主義の維持、政府の円滑な意思決
定、我が国の効果的な対外発信に密接に関連する
情報の分野に関して、我が国の体制と能力を強化
する。具体的には、国際社会の動向について、外
交・軍事・経済にまたがり幅広く、正確かつ多角
的に分析する能力を強化するため、人的情報、公
開情報、電波情報、画像情報等、多様な情報源に
関する情報収集能力を大幅に強化する。特に、人
的情報については、その収集のための体制の充
実・強化を図る。

そして、画像情報については、情報収集衛星の
機能の拡充・強化を図るとともに、内閣衛星情報
センターと防衛省・自衛隊の協力・連携を強化す
るなどして、収集した情報の更なる効果的な活用
を図る。

また、統合的な形での情報の集約を行うための
体制を整備する。政策部門と情報部門の連携を強
化し、情報部門については、人工知能（AI）等
の新たな技術の活用も含め、政府が保有するあら
ゆる情報手段を活用した総合的な分析（オール・
ソース・アナリシス）により、政策部門への高付
加価値の分析結果の提供を行えるよう、情報分析
能力を強化する。

そして、経済安全保障分野における新たなセ
キュリティ・クリアランス制度の創設の検討に関
する議論等も踏まえつつ、情報保全のための体制
の更なる強化を図る。

また、偽情報等の拡散を含め、認知領域におけ

る情報戦への対応能力を強化する。その観点か
ら、外国による偽情報等に関する情報の集約・分
析、対外発信の強化、政府外の機関との連携の強
化等のための新たな体制を政府内に整備する。さ
らに、戦略的コミュニケーションを関係省庁の連
携を図った形で積極的に実施する。

そして、地理空間情報の安全保障面での悪用を
防ぐための官民の実効的な措置の検討を速やかに
行う。

カ　有事も念頭に置いた我が国国内での対応能力の
強化

我が国に直接脅威が及んだ場合も念頭に、我が
国国内における幅広い分野での対応能力を強化す
る。具体的には、総合的な防衛体制の強化の一環
として、自衛隊・海上保安庁による国民保護への
対応、平素の訓練、有事の際の展開等を目的とし
た円滑な利用・配備のため、自衛隊・海上保安庁
のニーズに基づき、空港・港湾等の公共インフラ
の整備や機能を強化する政府横断的な仕組みを創
設する。あわせて、有事の際の対応も見据えた空
港・港湾の平素からの利活用に関するルール作り
等を行う。これらの取組は、地方公共団体、住民
等の協力を得つつ、推進する。

自衛隊、米軍等の円滑な活動の確保のために、
自衛隊の弾薬、燃料等の輸送・保管の制度の整
備、民間施設等の自衛隊、米軍等の使用に関する
関係者・団体との調整、安定的かつ柔軟な電波利
用の確保、民間施設等によって自衛隊の施設や活
動に否定的な影響が及ばないようにするための措
置をとる。

原子力発電所等の重要な生活関連施設の安全確
保対策、国境離島への不法上陸事案対策等に関
し、武力攻撃事態のほか、それには至らない様々
な態様・段階の危機にも切れ目なく的確に対処で
きるようにする。そのために、自衛隊、警察、海
上保安庁等による連携枠組みを確立するととも
に、装備・体制・訓練の充実など対処能力の向上
を図る。

キ　国民保護のための体制の強化
国、地方公共団体、指定公共機関等が協力し

て、住民を守るための取組を進めるなど、国民保
護のための体制を強化する。具体的には、武力攻
撃より十分に先立って、南西地域を含む住民の迅
速な避難を実現すべく、円滑な避難に関する計画
の速やかな策定、官民の輸送手段の確保、空港・
港湾等の公共インフラの整備と利用調整、様々な
種類の避難施設の確保、国際機関との連携等を行
う。

また、こうした取組の実効性を高めるため、住
民避難等の各種訓練の実施と検証を行った上で、
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国、地方公共団体、指定公共機関等の連携を推進
しつつ、制度面を含む必要な施策の検討を行う。

さらに、全国瞬時警報システム（J－ALERT）
の情報伝達機能を不断に強化しつつ、弾道ミサイ
ルを想定した避難行動に関する周知・啓発に取り
組む。

ク　在外邦人等の保護のための体制と施策の強化
紛争、自然災害、感染症、テロ等の脅威から在

外邦人を守るための体制と施策を強化する。具体
的には、平素からの邦人に対する啓発、時宜に
適った現地危険情報の提供、退避手段の確保、関
係国との連携強化等のための取組を行う。

この関連で、在外邦人を保護する上で最も重要
な拠点となる在外公館における領事業務に関する
体制と能力の強化を図る。

同時に、在外邦人等の退避等のために、必要か
つ可能な場合には、自衛隊等を迅速に活用するこ
ととし、その実現のための関係省庁間の連携を強
化する。

さらに、ジブチ政府の理解を得つつ、在外邦人
等の保護に当たっても、海賊対処のために運営さ
れているジブチにある自衛隊の活動拠点を活用し
ていく。

ケ　エネルギーや食料など我が国の安全保障に不可
欠な資源の確保

我が国の経済・社会活動を国内外において円滑
にし、また、有事の際の我が国の持続的な対応能
力等を確保するとの観点から、国民の生活や経
済・社会活動の基盤となるエネルギー安全保障、
食料安全保障等、我が国の安全保障に不可欠な資
源を確保するための政策を進める。

エネルギー安全保障の確保に向けては、資源国
との関係強化、供給源の多角化、調達リスク評価
の強化等の手法に加え、再生可能エネルギーや原
子力といったエネルギー自給率向上に資するエネ
ルギー源の最大限の活用、そのための戦略的な開
発を強化する。同盟国・同志国や国際機関等とも
連携しながら、我が国のエネルギー自給率向上に
向けた方策を強化し、有事にも耐え得る強靭なエ
ネルギー供給体制を構築する。

食料安全保障に関し、国際社会における食料の
需給や貿易等をめぐる状況が不安定かつ不透明で
あり、食料や生産資材の多くを海外からの輸入に
依存する我が国の食料安全保障上のリスクが顕在
化している中、我が国の食料供給の構造を転換し
ていくこと等が重要である。具体的には、安定的
な輸入と適切な備蓄を組み合わせつつ、国内で生
産できるものはできる限り国内で生産することと
し、海外依存度の高い品目や生産資材の国産化を
図る。その観点から、穀物等の生産拡大、飼料の

増産、堆肥等の国内資源の利用拡大を進めるほ
か、国内で調達困難なものの安定的な輸入を確保
するための対策や適切な備蓄等を併せて講ずるこ
とにより、国民への安定的な食料供給を確保し、
我が国の食料安全保障の強化を図る。

そして、国際的な食料安全保障の危機に対応す
るために、同盟国・同志国や国際機関等と連携し
つつ、食料供給に関する国際環境の整備、食料生
産の向上及び脆弱な国への支援等を実施してい
く。

（5）自主的な経済的繁栄を実現するための経済安全
保障政策の促進

我が国の平和と安全や経済的な繁栄等の国益を経
済上の措置を講じ確保することが経済安全保障であ
り、経済的手段を通じた様々な脅威が存在している
ことを踏まえ、我が国の自律性の向上、技術等に関
する我が国の優位性、不可欠性の確保等に向けた必
要な経済施策に関する考え方を整理し、総合的、効
果的かつ集中的に措置を講じていく。

具体的には、経済安全保障政策を進めるための体
制を強化し、同盟国・同志国等との連携を図りつ
つ、民間と協調し、以下を含む措置に取り組む。な
お、取り組んでいく措置は不断に検討・見直しを行
い、特に、各産業等が抱えるリスクを継続的に点検
し、安全保障上の観点から政府一体となって必要な
取組を行う。
ア　経済施策を一体的に講ずることによる安全保障

の確保の推進に関する法律（令和4年法律第43
号。以下「推進法」という。）の着実な実施と不
断の見直し、更なる取組を強化する。

イ　サプライチェーン強靭化について、特定国への
過度な依存を低下させ、次世代半導体の開発・製
造拠点整備、レアアース等の重要な物資の安定的
な供給の確保等を進めるほか、重要な物資や技術
を担う民間企業への資本強化の取組や政策金融の
機能強化等を進める。

ウ　重要インフラ分野について、地方公共団体を含
む政府調達の在り方や、推進法の事前審査制度の
対象拡大の検討等を進める。

エ　データ・情報保護について、機微なデータのよ
り適切な管理や情報通信技術サービスの安全性・
信頼性確保に向けた更なる対策を講ずる。また、
主要国の情報保全の在り方や産業界等のニーズも
踏まえ、セキュリティ・クリアランスを含む我が
国の情報保全の強化に向けた検討を進める。

オ　技術育成・保全等の観点から、先端重要技術の
情報収集・開発・育成に向けた更なる支援強化・
体制整備、投資審査や輸出管理の更なる強化、強
制技術移転への対応強化、研究インテグリティの
一層の推進、人材流出対策等について具体的な検
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討を進める。
カ　外国からの経済的な威圧に対する効果的な取組

を進める。
（6）自由、公正、公平なルールに基づく国際経済秩

序の維持・強化
特定の国家による非軍事的な圧力により、国家の

自主的な外交政策の意思決定や健全な経済発展が阻
害されることを防ぎ、開かれ安定した国際経済秩序
を維持・強化していく。具体的には、世界貿易機関

（WTO）を中核とした多角的貿易体制の維持・強化
を図りつつ、不公正な貿易慣行や経済的な威圧に対
抗するために、我が国の対応策を強化しつつ、同盟
国・同志国等と連携し国際規範の強化のために取り
組んでいく。

また、インド太平洋地域の経済秩序の発展と持続
可能で包摂的な経済成長を実現し、自由で公正な経
済秩序を広げるために、環太平洋パートナーシップ
に関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）の高
い レ ベ ル の 維 持 や、 地 域 的 な 包 括 的 経 済 連 携

（RCEP）協定の完全な履行の確保、その他の経済
連携協定交渉、インド太平洋経済枠組み（IPEF）
の具体化等に取り組む。

さらに、相互互恵的な経済協力の実施と国際的な
枠組み・ルールの維持・強化を図る。具体的には、
一部の国家等による不透明な形での途上国支援に起
因して、被援助国が「債務の罠」に陥る状況を回避
するために、各国等が国際的なルール・基準を遵守
し、透明で公正な開発金融を行うよう、国際的な取
組を主導する。

また、同盟国・同志国や開発金融機関等と協調し
た支援等を含め、途上国の自立性を高めるための能
力強化支援や途上国の経済発展のための魅力ある選
択肢の提示等を行う。

（7）国際社会が共存共栄するためのグローバルな取
組

我が国の安全保障は、国際社会の平和と安定が
あってこそ全うされる。国際社会との共存共栄を
図っていくため、我が国の国際的な地位と経済力・
技術力にふさわしい国際社会への協力を行う。
ア　多国間協力の推進、国際機関や国際的な枠組み

との連携の強化
我が国はこれまで様々な協力を通じて、政治・

経済体制等の相違にかかわらず、多くの国との間
で信頼関係を築いてきた。これを基礎として、多
国間外交の場を通じて、これらの国との丁寧な意
思疎通や国連を始めとする国際機関等との連携強
化により、我が国が重視する目標の実現を図ると
ともに、国際社会の共存共栄のために協力してい
く。

特に国連は、紛争対処、人道支援、平和構築、

人権の擁護・促進、気候変動、食料危機、自然災
害、難民問題等の幅広い分野で役割を果たしてお
り、国連及び国連をめぐる各国との協力を強化
し、多国間協力を一層進める。同時に、国連安保
理常任理事国が紛争当事者の場合には国連安保理
が十分に機能しないなど、国連に内在する限界が
顕在化していることを踏まえ、国連安保理の改革
を含めた国連の機能強化に向けた取組を主導す
る。

国連を始めとする国際機関等で邦人が職員とし
て更に活躍できるための取組を強化する。

イ　地球規模課題への取組
2015年9月に国連で採択された持続可能な開発

目標（以下「SDGs」という。）は、誰一人取り残
すことなく、平和、法の支配や人権も含む、地球
規模課題に統合的に取り組むための国際社会全体
の目標である。各目標に個別に対処するのではな
く、人間の安全保障の考え方に基づき、相互に関
連する複合的リスクへの対応及び予防に取り組
み、国際社会のSDGs達成に貢献する。

また、我が国の安全保障に直接・間接に影響を
及ぼしている気候変動、感染症、エネルギー・食
料問題、環境等の地球規模課題について、同盟
国・同志国のみならず、多くの国等との協力を広
げ、国際的な取組を強化する。

感染症対策を含む国際保健が、経済・社会のみ
ならず安全保障上の大きなリスクを包含する国際
社会の重要課題であることを十分認識し、同盟
国・同志国や国際機関等と連携し、新型コロナウ
イルスへの対応の経験を踏まえ、将来の感染症危
機に対する予防、備えと対応を平素から万全にす
る。その際、同盟国・同志国や国際機関等と連携
しつつ、感染症危機の初期段階から、国内におけ
る確実な医療の提供や、医薬品を含む感染症対策
物資を確保できるようにしつつ、科学的知見等に
基づく感染症対応能力の強化等に取り組む。そし
て、感染症危機に対応する司令塔機能の強化に取
り組む。また、途上国等の感染症対応能力強化に
資する保健システムや国際的な枠組みの強化等に
取り組む。

そして、より強靭、より公平で、より持続可能
なユニバーサル・ヘルス・カバレッジ（UHC）
の実現に向けた国際的な取組を主導していく。

近年、世界中で急速に高まっている人道支援の
需要に適切に対応すべく、迅速かつ十分な規模の
人道支援を行うために必要な取組を強化する。さ
らに、外国における戦争、自然災害等のために発
生した避難民を積極的に受け入れていく。

人権擁護は全ての国の基本的な責務であり、深
刻な人権侵害には声を上げると同時に、様々な国
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と人権保護・促進に向けた対話と協力を重ねてい
く。

紛争下での女性の脆弱な立場を踏まえ、女性の
人権保護・救済促進に向けた国際的な取組を主導
する。また、あらゆる分野におけるジェンダー平
等の実現と女性のエンパワーメントの促進のため
に国際的な取組を行っていく。

我が国が国連平和維持活動（PKO）等の分野
で長年貢献をしてきた国際平和協力は、国際社会
の平和と安定に資するとともに、他の要員派遣国
との連携促進及び我が国の人材の育成にも繋がる
ものである。要員派遣や能力構築支援の戦略的活
用を含む多様な協力について引き続き積極的に取
り組んでいく。

Ⅶ　我が国の安全保障を支えるために強化すべき国内基盤
1　経済財政基盤の強化

我が国の経済が成長できる安全保障環境を確保しつ
つ、経済成長が我が国の安全保障の更なる改善を促す
という安全保障と経済成長の好循環を実現する。

また、幅広い分野において有事の際の持続的な対応
能力を確保する。そのために、エネルギーや食料等の
確保、インフラの整備、安全保障に不可欠な部品等の
安定的なサプライチェーンの構築等のための官民の連
携を強化する。

そして、我が国の経済は海外依存度が高いことか
ら、有事の際の資源や防衛装備品等の確保に伴う財政
需要の大幅な拡大に対応するためには、国際的な市場
の信認を維持し、必要な資金を調達する財政余力が極
めて重要となる。このように我が国の安全保障の礎で
ある経済・金融・財政の基盤の強化に不断に取り組
む。このことは、防衛力の抜本的強化を含む安全保障
政策を継続的かつ安定的に実施していく前提でもあ
る。

2　社会的基盤の強化
平素から国民や地方公共団体・企業を含む政府内外

の組織が安全保障に対する理解と協力を深めるための
取組を行う。また、諸外国やその国民に対する敬意を
表し、我が国と郷土を愛する心を養う。そして、自衛
官、海上保安官、警察官など我が国の平和と安全のた
めに危険を顧みず職務に従事する者の活動が社会で適
切に評価されるような取組を一層進める。さらに、こ
れらの者の活動の基盤となる安全保障関連施設周辺の
住民の理解と協力を確保するための施策にも取り組
む。

また、領土・主権に関する問題、国民保護やサイ
バー攻撃等の官民にまたがる問題、自衛隊、在日米軍
等の活動の現状等への理解を広げる取組を強化する。

そして、将来の感染症危機に備えた官民の対応能力
の向上、防災・減災のための施策等を進める。

3　知的基盤の強化
安全保障における情報や技術の重要性が増してお

り、それらを生み出す知的基盤の強化は、安全保障の
確保に不可欠である。

そのような観点から、安全保障分野における政府と
企業・学術界との実践的な連携の強化、偽情報の拡
散、サイバー攻撃等の安全保障上の問題への冷静かつ
正確な対応を促す官民の情報共有の促進、我が国の安
全保障政策に関する国内外での発信をより効果的なも
のとするための官民の連携の強化等の施策を進める。

Ⅷ　本戦略の期間・評価・修正
国家安全保障戦略は、その内容が実施されて、初めて

完成する。本戦略に基づく施策は、国家安全保障会議の
司令塔機能の下、戦略的かつ持続的な形で適時適切に実
施される。さらに、安全保障環境や本戦略に基づく施策
の実施状況等は、国家安全保障会議が定期的かつ体系的
な評価を行う。本戦略はおおむね10年の期間を念頭に
置き、安全保障環境等について重要な変化が見込まれる
場合には必要な修正を行う。
Ⅸ　結語

歴史の転換期において、我が国は戦後最も厳しく複雑
な安全保障環境の下に置かれることになった。将来の国
際社会の行方を楽観視することは決してできない。

しかし、我々がこれまで築き上げてきた世界は、これ
からも、活力にあふれる貿易・投資活動から生まれる経
済的な繁栄、異なる才能の国際的な交わりから生まれる
イノベーション、そして、新しく魅力あふれる文化を生
み出すことができる。我々は、このような希望を持ち続
けるべきである。

我々は今、希望の世界か、困難と不信の世界のいずれ
かに進む分岐点にあり、そのどちらを選び取るかは、今
後の我が国を含む国際社会の行動にかかっている。我が
国は、国際社会が対立する分野では、総合的な国力によ
り、安全保障を確保する。国際社会が協力すべき分野で
は、諸課題の解決に向けて主導的かつ建設的な役割を果
たし続けていく。我が国の国際社会におけるこのような
行動は、我が国の国際的な存在感と信頼を更に高め、同
志国等を増やし、我が国を取り巻く安全保障環境を改善
することに繋がる。

希望の世界か、困難と不信の世界かの分岐点に立ち、
戦後最も厳しく複雑な安全保障環境の下にあっても、安
定した民主主義、確立した法の支配、成熟した経済、豊
かな文化を擁する我が国は、普遍的価値に基づく政策を
掲げ、国際秩序の強化に向けた取組を確固たる覚悟を
持って主導していく。
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	資料2	 国家防衛戦略について
令和4年12月16日　国家安全保障会議決定

閣　　議　　決　　定
国家防衛戦略について別紙のとおり定める。
本決定は、「平成31年度以降に係る防衛計画の大綱につ

いて」（平成30年12月18日国家安全保障会議決定及び閣議
決定）に代わるものとする。

（別紙）
国家防衛戦略

Ⅰ　策定の趣旨
国民の命と平和な暮らし、そして、我が国の領土・領

海・領空を断固として守り抜く。
これは我が国政府の最も重大な責務であり、安全保障

の根幹である。戦後、我が国は、東西冷戦とその終結後
の安全保障環境の大きな変化の中にあっても、我が国自
身の外交力、防衛力等を強化し、日米同盟を基軸とし
て、各国との協力を拡大・深化させ、77年もの間、我
が国の平和と安全を守ってきた。また、その際、日本国
憲法の下、専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような
軍事大国にならないとの基本方針に従い、文民統制を確
保し、非核三原則を堅持してきた。今後とも、我が国
は、こうした基本方針の下で、平和国家としての歩みを
決して変えることはない。

我が国を含む国際社会は、今、ロシアによるウクライ
ナ侵略が示すように、深刻な挑戦を受け、新たな危機に
突入している。中国は東シナ海、南シナ海において、力
による一方的な現状変更やその試みを推し進め、北朝鮮
はかつてない高い頻度で弾道ミサイルを発射し、核の更
なる小型化を追求するなど行動をエスカレートさせ、ロ
シアもウクライナ侵略を行うとともに、極東地域での軍
事活動を活発化させている。今後、インド太平洋地域、
とりわけ東アジアにおいて、戦後の安定した国際秩序の
根幹を揺るがしかねない深刻な事態が発生する可能性が
排除されない。我が国は、こうした動きの最前線に位置
しており、我が国の今後の安全保障・防衛政策の在り方
が地域と国際社会の平和と安定に直結すると言っても過
言ではない。

国際連合安全保障理事会（以下「国連安保理」とい
う。）常任理事国であるロシアがウクライナへの侵略を
行った事実は、自らの主権と独立の維持は我が国自身の
主体的、自主的な努力があって初めて実現するものであ
り、他国の侵略を招かないためには自らが果たし得る役
割の拡大が重要であることを教えている。また、今や、
どの国も一国では自国の安全を守ることはできない。戦
後の国際秩序への挑戦が続く中、我が国は普遍的価値と
戦略的利益等を共有する同盟国・同志国等と協力・連携
を深めていくことが不可欠である。この協力・連携が大
きな成果を収めるためには、我が国自身の努力を従来に
も増して強化することが必要であり、同盟国・同志国等
も我が国が国力にふさわしい役割を果たすことを期待し

ている。我が国と、同盟国・同志国等が共通の努力を行
い、更なる相乗効果を発揮することで、力による一方的
な現状変更やその試みを許さないことが求められてい
る。

戦後、最も厳しく複雑な安全保障環境の中で、国民の
命と平和な暮らしを守り抜くためには、その厳しい現実
に正面から向き合って、相手の能力と新しい戦い方に着
目した防衛力の抜本的強化を行う必要がある。こうした
防衛力の抜本的強化とともに国力を総合した国全体の防
衛体制の強化を、戦略的発想を持って一体として実施す
ることこそが、我が国の抑止力を高め、日米同盟をより
一層強化していく道であり、また、同志国等との安全保
障協力の礎となるものである。

特に、本年、米国は、新たな国家防衛戦略を策定した
ところであり、地域の平和と安定に大きな責任を有する
日米両国がそれぞれの戦略を擦り合わせ、防衛協力を統
合的に進めていくことは時宜にかなう。

こうした認識の下、政府は、1976年以降6回策定して
きた自衛隊を中核とした防衛力の整備、維持及び運用の
基本的指針である防衛計画の大綱に代わって、我が国の
防衛目標、防衛目標を達成するためのアプローチ及びそ
の手段を包括的に示すため、「国家防衛戦略」を策定す
る。

今般、本戦略及び「防衛力整備計画」（令和4年12月
16日国家安全保障会議決定及び閣議決定）において、
政府が決定した防衛力の抜本的強化とそれを裏付ける防
衛力整備の水準についての方針は、戦後の防衛政策の大
きな転換点となるものである。中長期的な防衛力強化の
方向性と内容を示す本戦略の策定により、こうした大き
な転換点の意義について、国民の理解が深まるよう政府
として努力していく。
Ⅱ　戦略環境の変化と防衛上の課題

1　戦略環境の変化
情報化社会の進展や国際貿易の拡大等に伴い、国家

間の経済や文化を巡る関係が一層拡大・深化する一
方、普遍的価値やそれに基づく政治・経済体制を共有
しない国家が勢力を拡大している。また、力による一
方的な現状変更やその試みは、法の支配に基づく自由
で開かれた国際秩序に対する深刻な挑戦であり、ロシ
アによるウクライナ侵略は、最も苛烈な形でこれを顕
在化させている。国際社会は戦後最大の試練の時を迎
え、新たな危機の時代に突入しつつある。

また、グローバルなパワーバランスが大きく変化
し、政治・経済・軍事等にわたる国家間の競争が顕在
化している。特に、インド太平洋地域においては、こ
うした傾向が顕著であり、その中で中国が力による一
方的な現状変更やその試みを継続・強化している。ま
た、中国のみならず、北朝鮮やロシアが、これまで以
上に行動を活発化させている。

特に、中国と米国の国家間競争は、様々な分野で今
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後も激しさを増していくと思われるが、そのような
中、米国は、中国との競争において今後の10年が決
定的なものになるとの認識を示している。

さらに、科学技術の急速な進展が安全保障の在り方
を根本的に変化させ、各国は将来の戦闘様相を一変さ
せる、いわゆるゲーム・チェンジャーとなり得る先端
技術の開発を行っている。その中でも中国は「軍民融
合発展戦略」の名の下に、技術のイノベーションの活
発化と軍事への応用を急速に推進しており、特に人工
知能（AI）を活用した無人アセット等を前提とした
軍事力の強化を加速させている。こうした動向によっ
て従来の軍隊の構造や戦い方に根本的な変化が生じて
いる。

加えて、サイバー領域等におけるリスクの深刻化、
偽情報の拡散を含む情報戦の展開、気候変動等のグ
ローバルな安全保障上の課題も存在する。

2　我が国周辺国等の軍事動向
中国は、2017年の中国共産党全国代表大会（以下

「党大会」という。）での報告において、2035年まで
に「国防と軍隊の現代化を基本的に実現」した上で、
今世紀半ばに「世界一流の軍隊」を築き上げることを
目標に掲げ、2020年の第19期中央委員会第5回全体
会議（5中全会）では、2027年には「建軍100年の奮
闘目標」を達成することを目標に加えた。2022年の
党大会における報告においては、「世界一流の軍隊」
を早期に構築することが「社会主義現代化国家」の全
面的建設の戦略的要請であることが新たに明記され、
そうした目標の下、「新型挙国体制」を掲げ、「機械
化・情報化・智能化」の融合発展を推進し、軍事力の
質・量を広範かつ急速に強化している。その上で、中
国は、今後5年が自らの目指す「社会主義現代化国家」
の全面的建設をスタートさせる肝心な時期と位置付け
ている。

中国の公表国防費は、1998年度に我が国の防衛関
係費を上回って以降、急速なペースで増加しており、
2022年度には我が国の防衛関係費の約4.8倍に達して
いる。また、中国の公表国防費は、実際に軍事目的に
支出している額の一部に過ぎないとみられ、国防費の
急速な増加を背景に、中国は、我が国を上回る数の近
代的な海上・航空アセットを保持するに至っており、
さらに、宇宙・サイバー等の新たな領域における能力
も強化している。核戦力については、2020年代末ま
でに少なくとも1,000発の運搬可能な核弾頭の保有を
企図している可能性が高いとみられる。ミサイル戦力
については、中距離核戦力（INF）全廃条約の枠組み
の外にあった中国は、周辺地域への他国の軍事力の接
近・展開を阻止し、当該地域での軍事活動を阻害する
軍事能力（いわゆる「接近阻止／領域拒否」（「A2／
AD」）能力）の強化等の観点から、同条約が規制し
ていた地上発射型中距離ミサイルを多数配備しつつ、

対艦弾道ミサイルや長射程対地巡航ミサイルの戦力化
及び極超音速滑空兵器（HGV）の開発・配備等を進
めている。また、無人アセットの開発・配備を進めて
いるとみられ、無人アセットの我が国周辺における活
動の活発化も確認されている。

このような軍事力を背景として、中国は、尖閣諸島
周辺を始めとする東シナ海、日本海、さらには伊豆・
小笠原諸島周辺を含む西太平洋等、いわゆる第一列島
線を越え、第二列島線に及ぶ我が国周辺全体での活動
を活発化させるとともに、台湾に対する軍事的圧力を
高め、さらに、南シナ海での軍事拠点化等を推し進め
ている。

特に、我が国周辺においては、中国海軍艦艇が、尖
閣諸島周辺海域での活動を活発化させており、そうし
た状況の下、中国海警局に所属する船舶が尖閣諸島周
辺の我が国領海への侵入を繰り返している。また、中
国海軍艦艇が南西諸島周辺の我が国領海や接続水域を
航行する例がみられている。

中国は、台湾に関して、2022年の党大会における
報告で「最大の誠意と努力を尽くして平和的統一の実
現を目指すが、決して武力行使の放棄を約束しない」
と改めて表明した。同時に、「両岸関係の主導権と主
動権をしっかり握った」「祖国の完全統一は必ず実現
しなければならず、必ず実現できる」とも表明した。
近年、中台の軍事バランスは全体として中国側に有利
な方向に急速に傾斜する形で変化しているが、そうし
た中、中国は、台湾周辺での軍事活動を活発化させて
きている。中国は、台湾周辺での一連の活動を通じ、
中国軍が常態的に活動している状況の既成事実化を図
るとともに、実戦能力の向上を企図しているとみられ
る。さらに、中国は、2022年8月4日に我が国の排他
的経済水域（EEZ）内への5発の着弾を含む計9発の
弾道ミサイルの発射を行った。このことは、地域住民
に脅威と受け止められた。このように、台湾周辺にお
ける威圧的な軍事活動を活発化させており、台湾海峡
の平和と安定については、我が国を含むインド太平洋
地域のみならず、国際社会全体において急速に懸念が
高まっている。

このような中国の対外的な姿勢や軍事動向等は、我
が国と国際社会の深刻な懸念事項であり、我が国の平
和と安全及び国際社会の平和と安定を確保し、法の支
配に基づく国際秩序を強化する上で、これまでにない
最大の戦略的な挑戦であり、我が国の防衛力を含む総
合的な国力と同盟国・同志国等との協力・連携により
対応すべきものである。

北朝鮮は体制を維持するため、大量破壊兵器や弾道
ミサイル等の増強に集中的に取り組んでおり、技術的
には我が国を射程に収める弾道ミサイルに核兵器を搭
載し、我が国を攻撃する能力を既に保有しているもの
とみられる。大量破壊兵器の運搬手段である弾道ミサ
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イルについては、その発射の態様を多様化させるなど
して、関連技術・運用能力を急速に向上させており、
特に近年、低空を変則的な軌道で飛翔する弾道ミサイ
ルの実用化を追求し、これらを発射台付き車両

（TEL）、潜水艦、鉄道といった様々なプラットフォー
ムから発射することで、発射の兆候把握・探知・迎撃
を困難にすることを企図しているとみられる。また、

「極超音速滑空飛行弾頭」、米国本土を射程に含む「固
体燃料推進式大陸間弾道ミサイル（ICBM）」等の実
現を優先課題に掲げて研究開発を進めているとみら
れ、今後の技術進展が懸念される。このような北朝鮮
の核・弾道ミサイル開発等は、累次の国連安保理決議
等に違反するものであり、地域と国際社会の平和と安
全を著しく損なっている。こうした軍事動向は、我が
国の安全保障にとって、従前よりも一層重大かつ差し
迫った脅威となっている。

ロシアによるウクライナ侵略は国際秩序の根幹を揺
るがすものであり、欧州方面における防衛上の最も重
大かつ直接の脅威と受け止められている。また、我が
国周辺においても北方領土を含む極東地域において、
ロシア軍は新型装備の配備や、大規模な軍事演習の実
施等、軍事活動を活発化させている。さらに、近年は
中国と共に、艦艇の共同航行や爆撃機の共同飛行を実
施するなど、軍事面での連携を強化している。こうし
たロシアの軍事動向は、我が国を含むインド太平洋地
域において、中国との戦略的な連携と相まって防衛上
の強い懸念である。

さらに、今後、インド太平洋地域において、こうし
た活動が同時に行われる場合には、それが地域にどの
ような影響を及ぼすかについて注視していく必要があ
る。

3　防衛上の課題
国際の平和及び安全の維持に関する主要な責任を負

う国連安保理常任理事国であり、核兵器国でもあるロ
シアが、ウクライナを公然と侵略し、核兵器による威
嚇ともとれる言動を繰り返す、前代未聞といえる事態
が生起している。これは戦後国際社会が築いてきた国
際秩序の根幹を揺るがすものであり、こうした欧州で
起きている力による一方的な現状変更は、インド太平
洋地域でも生起し得る。

ロシアがウクライナを侵略するに至った軍事的な背
景としては、ウクライナのロシアに対する防衛力が十
分ではなく、ロシアによる侵略を思いとどまらせ、抑
止できなかった、つまり、十分な能力を保有していな
かったことにある。

また、どの国も一国では自国の安全を守ることはで
きない中、外部からの侵攻を抑止するためには、共同
して侵攻に対処する意思と能力を持つ同盟国との協力
の重要性が再認識されている。

さらに、高い軍事力を持つ国が、あるとき侵略とい

う意思を持ったことにも注目すべきである。脅威は能
力と意思の組み合わせで顕在化するところ、意思を外
部から正確に把握することには困難が伴う。国家の意
思決定過程が不透明であれば、脅威が顕在化する素地
が常に存在する。

このような国から自国を守るためには、力による一
方的な現状変更は困難であると認識させる抑止力が必
要であり、相手の能力に着目した自らの能力、すなわ
ち防衛力を構築し、相手に侵略する意思を抱かせない
ようにする必要がある。

戦い方も、従来のそれとは様相が大きく変化してき
ている。これまでの航空侵攻・海上侵攻・着上陸侵攻
といった伝統的なものに加えて、精密打撃能力が向上
した弾道・巡航ミサイルによる大規模なミサイル攻
撃、偽旗作戦を始めとする情報戦を含むハイブリッド
戦の展開、宇宙・サイバー・電磁波の領域や無人ア
セットを用いた非対称的な攻撃、核保有国が公然と行
う核兵器による威嚇ともとれる言動等を組み合わせた
新しい戦い方が顕在化している。こうした新しい戦い
方に対応できるかどうかが、今後の防衛力を構築する
上で大きな課題となっている。

海に囲まれ長大な海岸線を持つ我が国は、本土から
離れた多くの島嶼及び広大なEEZ・大陸棚を有して
おり、そこに広く存在する国民の生命・身体・財産、
領土・領海・領空及び各種資源を守り抜くことが課題
である。また、海洋国家であり、資源や食料の多くを
海外との貿易に依存する我が国にとって、自由で開か
れた海洋秩序を強化し、航行・飛行の自由や安全を確
保することは必要不可欠である。

一方、我が国は、大きな被害を伴う自然災害が多発
することに加え、都市部に産業・人口・情報基盤が集
中するとともに、沿岸部に原子力発電所等の重要施設
が多数存在しており、様々な脅威から、国民と重要施
設を防護することも課題となっている。

これらに加えて、我が国においては、人口減少と少
子高齢化が急速に進展しているとともに、厳しい財政
状況が続いていることを踏まえれば、予算・人員をこ
れまで以上に効率的に活用することが必要不可欠であ
る。

Ⅲ　我が国の防衛の基本方針
我が国の防衛の根幹である防衛力は、我が国の安全保

障を確保するための最終的な担保であり、我が国に脅威
が及ぶことを抑止するとともに、脅威が及ぶ場合には、
これを阻止・排除し、我が国を守り抜くという意思と能
力を表すものである。

この防衛力については、我が国は戦後一貫して節度あ
る効率的な整備を行うものとしてきた。特に、1976年
の「防衛計画の大綱について」（昭和51年10月29日国防
会議決定及び閣議決定）策定以来、我が国が防衛力を保
持する意義は、特定の脅威に対抗するというよりも、我
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が国自らが力の空白となって我が国周辺地域における不
安定要因とならないことにあるとされてきた。

冷戦終結後、自衛隊の役割と任務は、国内外での大規
模災害等への対応や国際平和協力活動等に拡大され、
様々な事態に対応するものとされた。また、2010年の

「平成23年度以降に係る防衛計画の大綱について」（平成
22年12月17日安全保障会議決定及び閣議決定）では防
衛力の存在自体による抑止効果を重視した「基盤的防衛
力構想」によらないこととされ、さらに、2013年の「平
成26年度以降に係る防衛計画の大綱について」（平成25
年12月17日国家安全保障会議決定及び閣議決定）では、
厳しさを増す安全保障環境を現実のものとして見据え、
真に実効的な防衛力を構築することとし、防衛力を強化
してきた。しかしながら、我が国周辺国等は、その後
も、軍事的な能力の大幅な強化に加え、ミサイル発射や
軍事的示威活動を急速に拡大・活発化させており、我が
国と地域の安全保障を脅かしている。

今後、こうした活動のエスカレーションに伴って、い
ついかなる形で意思が変わり、力による一方的な現状変
更が起こるのか予測が極めて困難な状況にある。一旦、
力による一方的な現状変更が起こると、極めて甚大な人
的・物的被害が発生するとともに、地域のみならず世界
の経済・金融・エネルギー・海上交通・航空交通等が混
乱し、人々の日常生活に大きな影響を与えることは、ロ
シアによるウクライナ侵略から明らかである。

このようなことから、今後の防衛力については、相手
の能力と戦い方に着目して、我が国を防衛する能力をこ
れまで以上に抜本的に強化するとともに、新たな戦い方
への対応を推進し、いついかなるときも力による一方的
な現状変更やその試みは決して許さないとの意思を明確
にしていく必要がある。こうした努力は、我が国一国で
なし得るものではなく、同盟国・同志国等と緊密に協
力・連携して実施していく必要がある。このため、本戦
略において、我が国の防衛目標を明確にした上で、防衛
目標を達成するためのアプローチと具体的な手段を示
し、あらゆる努力を統合して実施していく必要がある。

○我が国の防衛目標は以下のとおり。
第一の目標は、力による一方的な現状変更を許容

しない安全保障環境を創出することである。
第二の目標は、我が国の平和と安全に関わる力に

よる一方的な現状変更やその試みについて、我が国
として、同盟国・同志国等と協力・連携して抑止す
ることである。また、これが生起した場合でも、我
が国への侵攻につながらないように、あらゆる方法
により、これに即応して行動し、早期に事態を収拾
することである。

第三の目標は、万が一、抑止が破れ、我が国への
侵攻が生起した場合には、その態様に応じてシーム
レスに即応し、我が国が主たる責任をもって対処
し、同盟国等の支援を受けつつ、これを阻止・排除

することである。
また、核兵器の脅威に対しては、核抑止力を中心

とする米国の拡大抑止が不可欠であり、第一から第
三までの防衛目標を達成するための我が国自身の努
力と、米国の拡大抑止等が相まって、あらゆる事態
から我が国を守り抜く。

○防衛目標を実現するためのアプローチは以下のとお
りであり、それぞれのアプローチの中で具体的な手
段を示すものとする。

第一のアプローチは、我が国自身の防衛体制の強
化として、我が国の防衛の中核となる防衛力を抜本
的に強化するとともに、国全体の防衛体制を強化す
ることである。

第二のアプローチは、同盟国である米国との協力
を一層強化することにより、日米同盟の抑止力と対
処力を更に強化することである。

第三のアプローチは、自由で開かれた国際秩序の
維持・強化のために協力する同志国等との連携を強
化することである。

1　我が国自身の防衛体制の強化
我が国を守り抜くのは我が国自身の努力にかかって

いることは言うまでもない。自らの国は自らが守ると
いう強い意思と努力があって初めて、いざというとき
に同盟国等と共に守り合い、助け合うことができる。
このため、第一のアプローチとして、防衛力の抜本的
強化を中核として、国力を統合した我が国自身の防衛
体制を今まで以上に強化していく。

（1）我が国の防衛力の抜本的強化
我が国の安全保障を最終的に担保する防衛力につ

いては、これまで、想定される各種事態に真に実効
的に対処し、抑止できるものを目指してきた。具体
的には、2018年の「平成31年度以降に係る防衛計
画の大綱について」（平成30年12月18日国家安全保
障会議決定及び閣議決定）において、平時から有事
までのあらゆる段階における活動をシームレスに実
施できるよう、宇宙・サイバー・電磁波の領域と
陸・海・空の領域を有機的に融合させつつ、統合運
用により機動的・持続的な活動を行い得る多次元統
合防衛力を構築してきた。

国際社会が戦後最大の試練の時を迎える中で、相
手の能力と新しい戦い方を踏まえ、想定される各種
事態への対応について、能力評価等を通じた分析に
より将来の防衛力の在り方を検討してきた。こうし
たことも踏まえつつ、力による一方的な現状変更や
その試みから、今後も国民の命と平和な暮らしを
守っていくため、これまでの多次元統合防衛力を抜
本的に強化し、その努力を更に加速して進めてい
く。

防衛力の抜本的強化の基本的考え方は以下のとお
りである。
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ア　まず、抜本的に強化された防衛力は、防衛目標
である我が国自体への侵攻を我が国が主たる責任
をもって阻止・排除し得る能力でなくてはならな
い。これは相手にとって軍事的手段では我が国侵
攻の目標を達成できず、生じる損害というコスト
に見合わないと認識させ得るだけの能力を我が国
が持つことを意味する。さらに、我が国に対する
侵攻を阻止・排除できる防衛力を我が国が保有で
きれば、同盟国たる米国の能力と相まって、我が
国への侵攻のみならず、インド太平洋地域におけ
る力による一方的な現状変更やその試みを抑止で
き、ひいてはそれを許容しない安全保障環境を創
出することにつながる。

イ　さらに、抜本的に強化された防衛力は、我が国
への侵攻を抑止できるよう、常続的な情報収集・
警戒監視・偵察（ISR）や事態に応じて柔軟に選
択される抑止措置（FDO）としての訓練・演習
等に加え、対領空侵犯措置等を行い、かつ事態に
シームレスに即応・対処できる能力でなければな
らない。

これを実現するためには、部隊の活動量が増え
る中であっても、自衛隊員の能力や部隊の練度向
上に必要な訓練・演習等を十分に実施できるよ
う、内外に訓練基盤を確保し、柔軟な勤務態勢を
構築すること等により、高い即応性・対処力を保
持した防衛力を構築する必要がある。

ウ　次に、抜本的に強化された防衛力は新しい戦い
方に対応できるものでなくてはならない。領域横
断作戦、情報戦を含むハイブリッド戦、ミサイル
に対する迎撃と反撃といった多様な任務を統合
し、米国と共同して実施していく必要がある。こ
のため、国家安全保障戦略、本戦略及び防衛力整
備計画に示された方針、さらにこれらと整合され
た統合的な運用構想により、我が国の防衛上必要
な機能・能力を導き、その能力を陸上自衛隊・海
上自衛隊・航空自衛隊のいずれが保有すべきかを
決めていく。

エ　上記ウの我が国の防衛上必要な機能・能力とし
て、まず、我が国への侵攻そのものを抑止するた
めに、遠距離から侵攻戦力を阻止・排除できるよ
うにする必要がある。このため、「スタンド・オ
フ防衛能力」と「統合防空ミサイル防衛能力」を
強化する。

また、万が一、抑止が破れ、我が国への侵攻が
生起した場合には、これらの能力に加え、有人ア
セット、さらに無人アセットを駆使するととも
に、水中・海上・空中といった領域を横断して優
越を獲得し、非対称的な優勢を確保できるように
する必要がある。このため、「無人アセット防衛
能力」、「領域横断作戦能力」、「指揮統制・情報関

連機能」を強化する。
さらに、迅速かつ粘り強く活動し続けて、相手

方の侵攻意図を断念させられるようにする必要が
ある。このため、「機動展開能力・国民保護」、

「持続性・強靱性」を強化する。
オ　このような防衛力の抜本的強化は、いついかな

る形で力による一方的な現状変更が生起するか予
測困難であることから、速やかに実現していく必
要がある。

具体的には、5年後の2027年度までに、我が国
への侵攻が生起する場合には、我が国が主たる責
任をもって対処し、同盟国等の支援を受けつつ、
これを阻止・排除できるように防衛力を強化す
る。さらに、おおむね10年後までに、この防衛
目標をより確実にするため更なる努力を行い、よ
り早期かつ遠方で侵攻を阻止・排除できるように
防衛力を強化する。

今後5年間の最優先課題は、現有装備品を最大
限有効に活用するため、可動率向上や弾薬・燃料
の確保、主要な防衛施設の強靱化への投資を加速
するとともに、将来の中核となる能力を強化する
ことである。

この防衛力の構築は、刻々と変化する我が国を
取り巻く安全保障環境を踏まえ、不断に見直し、
その変化に適応していくものとする。

カ　この防衛力の抜本的強化には大幅な経費と相応
の人員の増加が必要となるが、防衛力の抜本的強
化の実現に資する形で、スクラップ・アンド・ビ
ルドを徹底して、自衛隊の組織定員と装備の最適
化を実施するとともに、効率的な調達等を進めて
大幅なコスト縮減を実現してきたこれまでの努力
を、防衛生産基盤に配意しつつ、更に継続・強化
していく。あわせて、人口減少と少子高齢化を踏
まえ、無人化・省人化・最適化を徹底していく。

キ　以上の防衛力の抜本的強化の目的は、あくまで
力による一方的な現状変更やその試みを許さず、
我が国への侵攻を抑止することにある。

我が国が自らの防衛力を抜本的に強化すること
によって、日米同盟の抑止力・対処力が更に強化
され、同志国等との連携が強化される。そのこと
により、我が国の意思と能力を相手にしっかりと
認識させ、我が国を過小評価させず、相手方にそ
の能力を過大評価させないことにより我が国への
侵攻を抑止する。それが我が国の防衛力の抜本的
強化の目的である。

ク　我が国への侵攻を抑止する上で鍵となるのは、
スタンド・オフ防衛能力等を活用した反撃能力で
ある。

近年、我が国周辺では、極超音速兵器等のミサ
イル関連技術と飽和攻撃など実戦的なミサイル運
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用能力が飛躍的に向上し、質・量ともにミサイル
戦力が著しく増強される中、ミサイルの発射も繰
り返されており、我が国へのミサイル攻撃が現実
の脅威となっている。

こうした中、今後も、変則的な軌道で飛翔する
ミサイル等に対応し得る技術開発を行うなど、ミ
サイル防衛能力を質・量ともに不断に強化してい
く。

しかしながら、弾道ミサイル防衛という手段だ
けに依拠し続けた場合、今後、この脅威に対し、
既存のミサイル防衛網だけで完全に対応すること
は難しくなりつつある。

このため、相手からミサイルによる攻撃がなさ
れた場合、ミサイル防衛網により、飛来するミサ
イルを防ぎつつ、相手からの更なる武力攻撃を防
ぐために、我が国から有効な反撃を相手に加える
能力、すなわち反撃能力を保有する必要がある。

この反撃能力とは、我が国に対する武力攻撃が
発生し、その手段として弾道ミサイル等による攻
撃が行われた場合、武力の行使の三要件に基づ
き、そのような攻撃を防ぐのにやむを得ない必要
最小限度の自衛の措置として、相手の領域におい
て、我が国が有効な反撃を加えることを可能とす
る、スタンド・オフ防衛能力等を活用した自衛隊
の能力をいう。

こうした有効な反撃を加える能力を持つことに
より、武力攻撃そのものを抑止する。その上で、
万一、相手からミサイルが発射される際にも、ミ
サイル防衛網により、飛来するミサイルを防ぎつ
つ、反撃能力により相手からの更なる武力攻撃を
防ぎ、国民の命と平和な暮らしを守っていく。

この反撃能力については、1956年2月29日に
政府見解として、憲法上、「誘導弾等による攻撃
を防御するのに、他に手段がないと認められる限
り、誘導弾等の基地をたたくことは、法理的には
自衛の範囲に含まれ、可能である」としたもの
の、これまで政策判断として保有することとして
こなかった能力に当たるものである。

この政府見解は、2015年の平和安全法制に際
して示された武力の行使の三要件の下で行われる
自衛の措置にもそのまま当てはまるものであり、
今般保有することとする能力は、この考え方の下
で上記三要件を満たす場合に行使し得るものであ
る。

この反撃能力は、憲法及び国際法の範囲内で、
専守防衛の考え方を変更するものではなく、武力
の行使の三要件を満たして初めて行使され、武力
攻撃が発生していない段階で自ら先に攻撃する先
制攻撃は許されないことはいうまでもない。

また、日米の基本的な役割分担は今後も変更は

ないが、我が国が反撃能力を保有することに伴
い、弾道ミサイル等の対処と同様に、日米が協力
して対処していくこととする。

（2）国全体の防衛体制の強化
我が国を守るためには自衛隊が強くなければなら

ないが、我が国全体で連携しなければ、我が国を守
ることはできないことも自明である。このため、防
衛力を抜本的に強化することに加えて、我が国が持
てる力、すなわち、外交力、情報力、経済力、技術
力を含めた国力を統合して、あらゆる政策手段を体
系的に組み合わせて国全体の防衛体制を構築してい
く。その際、政府一体となった取組を強化していく
ため、政府内の縦割りを打破していくことが不可欠
である。こうした観点から、防衛力の抜本的強化を
補完する不可分一体の取組として、我が国の国力を
結集した総合的な防衛体制を強化する。また、政府
と地方公共団体、民間団体等との協力を推進する。
ア　力による一方的な現状変更を許さない取組にお

いて重要なのは、我が国自身の防衛体制の強化に
裏付けられた外交努力である。我が国として、自
由で開かれたインド太平洋（FOIP）というビ
ジョンの推進等を通じて力強い外交を推進するこ
とにより、平和で安定し予見可能性が高い国際環
境を能動的に創出し、力による一方的な現状変更
を未然に防ぐとともに、我が国の平和と安全、地
域と国際社会の平和と安定及び繁栄を確保してい
く。

このような外交努力と相まって、防衛省・自衛
隊においては、同盟国との協力及び同志国等との
多層的な連携を推進し、望ましい安全保障環境の
創出に取り組んでいくこととする。また、力によ
る一方的な現状変更やその試みを抑止するとの意
思と能力を示し続け、相手の行動に影響を与える
ために、FDOとしての訓練・演習等や、戦略的
コミュニケーション（SC）を、政府一体となっ
て、また同盟国・同志国等と共に充実・強化して
いく必要がある。

イ　平素からの常続的なISR及び分析を関係省庁が
連携して実施することにより、事態の兆候を早期
に把握するとともに、事態に応じて政府全体で迅
速な意思決定を行い、関係機関が連携していくこ
とが重要である。その際、認知領域を含む情報戦
について、偽情報の流布等に対応したファクト・
チェック機能やカウンター発信機能等を強化し、
有事はもとより、平素から、政府全体での対応を
強化していく。

ウ　政府全体の意思決定に基づき、関係機関が連携
して行動することにより、力による一方的な現状
変更を許さないことが重要である。このため、平
素から政府全体として、連携要領を確立しつつ、
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シミュレーションや統合的な訓練・演習を行い、
対処の実効性を向上させる。特に、原子力発電所
等の重要施設の防護、離島の周辺地域等における
外部からの武力攻撃に至らない侵害や武力攻撃事
態への対応については、有事を念頭に平素から警
察や海上保安庁と自衛隊との間で訓練や演習を実
施し、特に武力攻撃事態における防衛大臣による
海上保安庁の統制要領を含め、必要な連携要領を
確立する。

エ　宇宙・サイバー・電磁波の領域は、国民生活に
とっての基幹インフラであるとともに、我が国の
防衛にとっても領域横断作戦を遂行する上で死活
的に重要であることから、政府全体でその能力を
強化していく。

宇宙空間については、情報収集、通信、測位等
の目的での安定的な利用を確保することは国民生
活と防衛の双方にとって死活的に重要であり、防
衛省・自衛隊においては、宇宙航空研究開発機構

（JAXA）を含めた関係機関や民間事業者との間
で、研究開発を含めた協力・連携を強化すること
とする。その際、民生技術の防衛分野への一層の
活用を図ることで、民間における技術開発への投
資を促進し、我が国全体としての宇宙空間におけ
る能力の向上につなげる。

サイバー領域においては、諸外国や関係省庁及
び民間事業者との連携により、平素から有事まで
のあらゆる段階において、情報収集及び共有を図
るとともに、我が国全体としてのサイバー安全保
障分野での対応能力の強化を図ることが重要であ
る。政府全体において、サイバー安全保障分野の
政策が一元的に総合調整されていくことを踏ま
え、防衛省・自衛隊においては、自らのサイバー
セキュリティのレベルを高めつつ、関係省庁、重
要インフラ事業者及び防衛産業との連携強化に資
する取組を推進することとする。

電磁波領域については、陸・海・空、宇宙、サ
イバー領域に至るまで、活用範囲や用途が拡大
し、現在の戦闘様相における攻防の最前線となっ
ている。このため、電磁波領域における優勢を確
保することが抑止力の強化や領域横断作戦の実現
のために極めて重要である。民生用の周波数利用
と自衛隊の指揮統制や情報収集活動等のための周
波数利用を両立させ、自衛隊が安定的かつ柔軟な
電波利用を確保できるよう、関係省庁と緊密に連
携する。

オ　先進的な技術に裏付けられた新しい戦い方が勝
敗を決する時代において、先端技術を防衛目的で
活用することが死活的に重要となっている。

この際、総合的な防衛体制の強化のための府省
横断的な仕組みの下、防衛省・自衛隊のニーズを

踏まえ、政府関係機関が行っている先端技術の研
究開発を防衛目的に活用していく。また、防衛産
業を活用しつつ、スタートアップ等各種企業、各
種研究機関の研究開発の成果を早期の実装化につ
なげていく取組を実施することとする。

カ　国民の命を守りながら我が国への侵攻に対処
し、また、大規模災害を含む各種事態に対処する
に当たっては、国の行政機関、地方公共団体、公
共機関、民間事業者が協力・連携して統合的に取
り組む必要がある。

まず、防衛上のニーズを踏まえ、総合的な防衛
体制の強化のための府省横断的な仕組みの下、特
に南西地域における空港・港湾等を整備・強化す
るとともに、既存の空港・港湾等を運用基盤とし
て、平素からの訓練を含めて使用するために、関
係省庁間で調整する枠組みの構築等、必要な措置
を講ずる。

また、自衛隊の機動展開のための民間船舶・民
間航空機の利用拡大について関係機関等との連携
を深めるとともに、当該船舶・航空機を利用した
国民保護措置を計画的に行えるよう調整・協力す
る。加えて、防衛省・自衛隊においては、政府全
体で実施する武力攻撃事態等を念頭に置いた国民
保護訓練の強化、弾道ミサイル等による攻撃を受
ける事態に備えた全国瞬時警報システム（J－
ALERT）の情報伝達機能の強化等に協力してい
くこととする。

さらに、海空域や電波を円滑に利用し、防衛関
連施設の機能を十全に発揮できるよう、風力発電
施設の設置等の社会経済活動との調和を図る効果
的な仕組みを確立する。

あわせて、自衛隊の弾薬・燃料等の輸送・保管
について、関係省庁との連携を強化し、更なる円
滑化のための措置を講ずる。

各種事態において日米共同対処を円滑に実施す
るため、これらと同様の取組を推進する。

キ　海洋国家である我が国にとって、海洋の秩序を
強化し、航行・飛行の自由や安全を確保すること
は、我が国の平和と安全にとって極めて重要であ
る。このため、我が国の領海等における国益や我
が国の重要なシーレーンの安定的利用の確保等に
取り組んでいく。

まず、防衛省・自衛隊においては、我が国にお
ける海洋の安全保障の担い手である海上保安庁と
緊密に協力・連携しつつ、同盟国・同志国、さら
にインド太平洋地域の沿岸国と共に、FOIPとい
うビジョンの下、海洋安全保障に関する協力を推
進していくこととする。

また、シーレーンの安定的利用を確保するため
に、関係機関との協力・連携の下、海賊対処や日
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本関係船舶の安全確保に必要な取組を実施してい
く。この際、ジブチにおける拠点を長期的・安定
的に活用する。

ク　自衛隊及び在日米軍が、平素からシームレスか
つ効果的に活動できるよう、自衛隊施設及び米軍
施設周辺の地方公共団体や地元住民の理解及び協
力をこれまで以上に獲得していく。日頃から防衛
省・自衛隊の政策や活動、さらには、在日米軍の
役割に関する積極的な広報を行い、地元に対する
説明責任を果たしながら、地元の要望や情勢に応
じた調整を実施する。同時に、騒音等への対策を
含む防衛施設周辺対策事業についても、我が国の
防衛への協力促進という観点も踏まえ、引き続き
推進する。

また、地方によっては、自衛隊の部隊による急
患輸送や存在そのものが地域コミュニティーの維
持・活性化に大きく貢献していることを踏まえ、
部隊の改編や駐屯地・基地等の配備・運営に当
たっては、地方公共団体や地元住民の理解を得ら
れるよう、地域の特性や地元経済への寄与に配慮
する。

2　日米同盟による共同抑止・対処
第二のアプローチは、日米同盟の更なる強化であ

る。米国との同盟関係は、我が国の安全保障政策の基
軸であり、我が国の防衛力の抜本的強化は、米国の能
力のより効果的な発揮にも繋がり、日米同盟の抑止
力・対処力を一層強化するものとなる。日米は、こう
した共同の意思と能力を顕示することにより、グレー
ゾーンから通常戦力による侵攻、さらに核兵器の使用
に至るまでの事態の深刻化を防ぎ、力による一方的な
現状変更やその試みを抑止する。その上で、我が国へ
の侵攻が生起した場合には、日米共同対処によりこれ
を阻止する。このため、日米両国は、その戦略を整合
させ、共に目標を優先付けることにより、同盟を絶え
ず現代化し、共同の能力を強化する。その際、我が国
は、我が国自身の防衛力の抜本的強化を踏まえて、日
米同盟の下で、我が国の防衛と地域の平和及び安定の
ため、より大きな役割を果たしていく。具体的には、
以下の施策に取り組んでいく。

（1）日米共同の抑止力・対処力の強化
我が国の防衛戦略と米国の国防戦略は、あらゆる

アプローチと手段を統合させて、力による一方的な
現状変更を起こさせないことを最優先とする点で軌
を一にしている。これを踏まえ、即応性・抗たん性
を強化し、相手にコストを強要し、我が国への侵攻
を抑止する観点から、それぞれの役割・任務・能力
に関する議論をより深化させ、日米共同の統合的な
抑止力をより一層強化していく。

具体的には、日米共同による宇宙・サイバー・電
磁波を含む領域横断作戦を円滑に実施するための協

力及び相互運用性を高めるための取組を一層深化さ
せる。あわせて、我が国の反撃能力については、情
報収集を含め、日米共同でその能力をより効果的に
発揮する協力態勢を構築する。さらに、今後、防
空、対水上戦、対潜水艦戦、機雷戦、水陸両用作
戦、空挺作戦、情報収集・警戒監視・偵察・ターゲ
ティング（ISRT）、アセットや施設の防護、後方支
援等における連携の強化を図る。また、我が国の防
衛力の抜本的強化を踏まえた日米間の役割・任務分
担を効果的に実現するため、日米共同計画に係る作
業等を通じ、運用面における緊密な連携を確保す
る。加えて、より高度かつ実践的な演習・訓練を通
じて同盟の即応性や相互運用性を始めとする対処力
の向上を図っていく。

さらに、核抑止力を中心とした米国の拡大抑止が
信頼でき、強靱なものであり続けることを確保する
ため、日米間の協議を閣僚レベルのものも含めて一
層活発化・深化させる。

力による一方的な現状変更やその試み、さらには
各種事態の生起を抑止するため、平素からの日米共
同による取組として、共同FDOや共同ISR等をさ
らに拡大・深化させる。その際には、これを効果的
に実現するため、同志国等の参画や自衛隊による米
軍艦艇・航空機等の防護といった取組を積極的に実
施する。

さらに、日米一体となった抑止力・対処力の強化
の一環として、日頃から、双方の施設等の共同使用
の増加、訓練等を通じた日米の部隊の双方の施設等
への展開等を進める。

（2）同盟調整機能の強化
いついかなる事態が生起したとしても、日米両国

による整合的な共同対処を行うため、同盟調整メカ
ニズム（ACM）を中心とする日米間の調整機能を
さらに発展させる。

これらに加え、日米同盟を中核とする同志国等と
の連携を強化するため、ACM等を活用し、運用面
におけるより緊密な調整を実現する。

（3）共同対処基盤の強化
あらゆる段階における日米共同での実効的な対処

を支える基盤を強化する。
まず、日米がその能力を十分に発揮できるよう、

あらゆるレベルにおける情報共有を更に強化するた
めに、情報保全及びサイバーセキュリティに係る取
組を抜本的に強化する。また、同盟の技術的優位
性、相互運用性、即応性、さらには継戦能力を確保
するため、先端技術に関する共同分析や共同研究、
装備品の共同開発・生産、相互互換性の向上、各種
ネットワークの共有及び強化、米国製装備品の国内
における生産・整備能力の拡充、サプライチェーン
の強化に係る取組等、装備・技術協力を一層強化す
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る。
（4）在日米軍の駐留を支えるための取組

厳しい安全保障環境に対応する、日米共同の態勢
の最適化を図りつつ、在日米軍再編の着実な進展や
在日米軍の即応性・抗たん性強化を支援する取組
等、在日米軍の駐留を安定的に支えるための各種施
策を推進する。

特に、安全保障上極めて重要な位置にある沖縄に
おいては、一層厳しさを増す安全保障環境に対応し
つつ、普天間飛行場の移設を含む在沖縄米軍施設・
区域の整理・統合・縮小、部隊や訓練の移転等を着
実に実施することにより、負担軽減を図っていく。

以上のような日米共同の取組を円滑かつ効果的に
実施するためには、国民の理解が不可欠であり、そ
の意義・必要性を積極的に発信するなどの取組を強
化する。

3　同志国等との連携
第三のアプローチは、同志国等との連携の強化であ

る。力による一方的な現状変更やその試みに対抗し、
我が国の安全保障を確保するためには、同盟国のみな
らず、一か国でも多くの国々と連携を強化することが
極めて重要である。その観点から、FOIPというビ
ジョンの実現に資する取組を進めていく。

まずは、日米同盟を重要な基軸と位置付けつつ、地
域の特性や各国の事情を考慮した上で、多角的・多層
的な防衛協力・交流を積極的に推進していく。その
際、同志国等との連携強化を効果的に進める観点か
ら、円滑化協定（RAA）、物品役務相互提供協定

（ACSA）、防衛装備品・技術移転協定等の制度的枠組
みの整備を更に推進する。

オーストラリアとの間では、インド太平洋地域の
「特別な戦略的パートナー」として新たな「安全保障
協力に関する日豪共同宣言」で方向付けたとおり、日
米防衛協力に次ぐ緊密な協力関係を構築し、外務・防
衛閣僚級協議（「2＋2」）を含む各レベルでの協議、
共同訓練、防衛装備・技術協力等を深化させる。ま
た、RAA等の整備を踏まえ、オーストラリアにおけ
る訓練の実施やローテーション展開等を図り、事態生
起時には、我が国、米国及びオーストラリアが協力す
ることも念頭に置きながら、相互に協議し、後方支援
や情報共有等を中心に連携する。こうした事態への効
果的な対応を確保する観点から、平素より運用面の協
力の範囲、目的及び形態に関する議論を推進する。

インドとの間では、特別戦略的グローバル・パート
ナーシップを構築しており、戦略的な連携を強化する
観点から、「2＋2」等の枠組みも活用しつつ、海洋安
全保障やサイバーセキュリティ等を始めとする幅広い
分野において、二国間及び多国間の軍種間交流等を更
に深化させるとともに、共同訓練、防衛装備・技術協
力等を推進する。

英国、フランス、ドイツ、イタリア等との間では、
グローバルな安全保障上の課題のみならず、欧州及び
インド太平洋地域の課題に相互に関与を強化する。そ
の上で、北大西洋条約機構（NATO）等による米国
との同盟関係を基軸として、緊密な協力関係を構築
し、「2＋2」等の各レベルでの協議、共同訓練、次期
戦闘機の共同開発を含む防衛装備・技術協力、艦艇・
航空機等の相互派遣等を実施する。その際、共同で実
施する北朝鮮に向けた瀬取り監視やソマリア沖・アデ
ン湾における海賊対処を通じて連携を強化する。

NATO及び欧州連合（EU）との間では、これら欧
州諸国との二国間関係を基礎として、国際的なルール
形成やインド太平洋地域における安全保障への関与に
関して連携を強化していく。

韓国との間では、北朝鮮による核・ミサイルの脅威
に対し、日米同盟及び米韓同盟の抑止力・対処力の強
化の重要性を踏まえ、日米韓三か国による共同訓練を
始めとした取組により日米韓の連携を強化する。

カナダ及びニュージーランドとの間では、インド太
平洋地域の課題に更に連携して取り組むため、各レベ
ルでの協議、共同訓練・演習、二国間で連携した第三
国との協力等を推進する。

ロシアによるウクライナ侵略を含む力による一方的
な現状変更やその試みに直面し、情報戦、サイバーセ
キュリティ、SC、ハイブリッド戦等の先進的な取組
を進める北欧・バルト諸国等との連携や、日本との関
係強化に関心を示すチェコ・ポーランド等の中東欧諸
国との連携を強化していく。

東南アジア諸国との間では、まず東南アジア諸国連
合（ASEAN）の中心性・一体性の強化に向けて、東
アジア首脳会議、ASEAN地域フォーラム、拡大
ASEAN国防相会議、日ASEAN防衛担当大臣会合等
を通じ、その動きを支援する。その上で、インド太平
洋地域の安全保障を安定化させる観点から、各国の状
況に合わせ、「2＋2」を含む各レベルでの協議、戦略
的寄港・寄航、共同訓練等を実施する。また、地域の
安定化を目指し、防衛力強化に資する防衛装備移転、
能力構築支援等を実施する。

モンゴルとの間では、中露の間に位置する民主主義
国家という戦略的重要性に鑑み、各レベルでの交流、
能力構築支援、多国間共同訓練等に加え、政治・安全
保障分野での協力を新たな次元に高めるべく、防衛装
備・技術協力を推進する。

中央アジア諸国との間では、アジアと欧州の間に位
置する地政学的に重要な地域である一方で、防衛交流
実績が少なく空白地帯となっていることから、双方が
関心のある分野において、能力構築支援を含む防衛交
流を積み重ねていく。

太平洋島嶼国との間では、重要なパートナーとし
て、同盟国・同志国等とも連携して能力構築支援等の
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協力に取り組んでいく。その際、軍隊以外の組織であ
る沿岸警備隊等を対象とすること等を検討する。

インド洋沿岸国・中東諸国との間では、我が国の
シーレーンの安定的利用やエネルギー・経済の観点か
らの重要性を踏まえ、防衛協力を進めていく。同時
に、アフリカ諸国等との間でも、グローバルな課題に
対応するという観点から、防衛協力を強化する。特
に、海賊対処、在外邦人等の保護・輸送等、この地域
における運用基盤の強化等のため、ジブチとの連携を
強化し、同国において運営している自衛隊の活動拠点
を長期的・安定的に活用する。

同志国等との連携の推進の一方で、中国やロシアと
の意思疎通についても留意していく。

中国との間では、「建設的かつ安定的な関係」の構
築に向けて、日中安保対話を含む多層的な対話や交流
を推進していく。その際、中国がインド太平洋地域の
平和と安定のために責任ある建設的な役割を果たし、
国際的な行動規範を遵守するとともに、軍事力強化や
国防政策に係る透明性を向上するよう引き続き促す一
方で、我が国として有する懸念を率直に伝達してい
く。また、両国間における不測の事態を回避するた
め、ホットラインを含む「日中防衛当局間の海空連絡
メカニズム」を運用していく。

ロシアとの関係については、力による一方的な現状
変更は認められないとの考えの下、ウクライナ侵略を
最大限非難しつつ、G7を始めとした国際社会と緊密
に連携し、適切に対応する。同時に、隣国であるロシ
アとの間で、不測の事態や不必要な摩擦を招かないた
めに必要な連絡を絶やさないようにする。

Ⅳ　防衛力の抜本的強化に当たって重視する能力
本戦略等に示された基本方針及びこれらと整合された

統合的な運用構想により導き出された、我が国の防衛上
必要な7つの機能・能力の基本的な考え方とその内容は
以下のとおり。
1　スタンド・オフ防衛能力

東西南北、それぞれ約3,000キロに及ぶ我が国領域
を守り抜くため、島嶼部を含む我が国に侵攻してくる
艦艇や上陸部隊等に対して脅威圏の外から対処するス
タンド・オフ防衛能力を抜本的に強化する。

まず、我が国への侵攻がどの地域で生起しても、我
が国の様々な地点から、重層的にこれらの艦艇や上陸
部隊等を阻止・排除できる必要かつ十分な能力を保有
する。次に、各種プラットフォームから発射でき、ま
た、高速滑空飛翔や極超音速飛翔といった多様かつ迎
撃困難な能力を強化する。

このため、2027年度までに、地上発射型及び艦艇
発射型を含めスタンド・オフ・ミサイルの運用可能な
能力を強化する。その際、国産スタンド・オフ・ミサ
イルの増産体制確立前に十分な能力を確保するため、
外国製のスタンド・オフ・ミサイルを早期に取得す

る。
今後、おおむね10年後までに、航空機発射型スタ

ンド・オフ・ミサイルを運用可能な能力を強化すると
ともに、変則的な軌道で飛翔することが可能な高速滑
空弾、極超音速誘導弾、その他スタンド・オフ・ミサ
イルを運用する能力を獲得する。

あわせて、スタンド・オフ防衛能力に不可欠な、艦
艇や上陸部隊等に関する精確な目標情報を継続的に収
集し、リアルタイムに伝達し得る指揮統制に係る能力
を保有する。対処実施後の成果の評価も含む情報分析
能力や、情報ネットワークの抗たん性・冗長性も併せ
て保有する。

2　統合防空ミサイル防衛能力
四面環海の日本は、経空脅威への対応が極めて重要

である。近年、弾道ミサイル、巡航ミサイル、航空機
等の能力向上に加え、対艦弾道ミサイル、極超音速兵
器や無人機等の出現により、この経空脅威は多様化・
複雑化・高度化している。

このため、探知・追尾能力や迎撃能力を抜本的に強
化するとともに、ネットワークを通じて各種セン
サー・シューターを一元的かつ最適に運用できる体制
を確立し、統合防空ミサイル防衛能力を強化する。

相手からの我が国に対するミサイル攻撃について
は、まず、ミサイル防衛システムを用いて、公海及び
我が国の領域の上空で、我が国に向けて飛来するミサ
イルを迎撃する。その上で、弾道ミサイル等の攻撃を
防ぐためにやむを得ない必要最小限度の自衛の措置と
して、相手の領域において、有効な反撃を加える能力
として、スタンド・オフ防衛能力等を活用する。こう
した有効な反撃を加える能力を持つことにより、相手
のミサイル発射を制約し、ミサイル防衛による迎撃を
行い易くすることで、ミサイル防衛と相まってミサイ
ル攻撃そのものを抑止していく。

このため、2027年度までに、警戒管制レーダーや
地対空誘導弾の能力を向上させるとともに、イージ
ス・システム搭載艦を整備する。また、指向性エネル
ギー兵器等により、小型無人機等に対処する能力を強
化する。

今後、おおむね10年後までに、滑空段階での極超
音速兵器への対処能力の研究や、小型無人機等に対処
するための非物理的な手段による迎撃能力を一層導入
することにより、統合防空ミサイル防衛能力を強化す
る。

3　無人アセット防衛能力
無人アセットは、有人装備と比べて、比較的安価で

あることが多く、人的損耗を局限し、長期連続運用が
できるといった大きな利点がある。さらに、この無人
アセットをAIや有人装備と組み合わせることにより、
部隊の構造や戦い方を根本的に一変させるゲーム・
チェンジャーとなり得ることから、空中・水上・水中
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等での非対称的な優勢を獲得することが可能である。
このため、こうした無人アセットを情報収集・警戒監
視のみならず、戦闘支援等の幅広い任務に効果的に活
用する。また、有人機の任務代替を通じた無人化・省
人化により、自衛隊の装備体系、組織の最適化の取組
を推進する。

このため、2027年度までに、無人アセットを早期
装備化やリース等により導入し、幅広い任務での実践
的な能力を獲得する。特に、水中優勢を獲得・維持す
るための無人潜水艇（UUV）の早期装備化を進める。

今後、おおむね10年後までに、無人アセットを用
いた戦い方を更に具体化し、我が国の地理的特性等を
踏まえた機種の開発・導入を加速し、本格運用を拡大
する。さらに、AI等を用いて複数の無人アセットを
同時制御する能力等を強化する。

4　領域横断作戦能力
宇宙・サイバー・電磁波の領域及び陸・海・空の領

域における能力を有機的に融合し、相乗効果によって
全体の能力を増幅させる領域横断作戦により、個別の
領域が劣勢である場合にもこれを克服し、我が国の防
衛を全うすることがますます重要になっている。

（1）宇宙領域においては、衛星コンステレーション
を含む新たな宇宙利用の形態を積極的に取り入れ、
情報収集、通信、測位等の機能を宇宙空間から提供
されることにより、陸・海・空の領域における作戦
能力を向上させる。同時に、宇宙空間の安定的利用
に対する脅威に対応するため、地表及び衛星からの
監視能力を整備し、宇宙領域把握（SDA）体制を
確立するとともに、様々な状況に対応して任務を継
続できるように宇宙アセットの抗たん性強化に取り
組む。

このため、2027年度までに、宇宙を利用して部
隊行動に必要不可欠な基盤を整備するとともに、
SDA能力を強化する。

今後、おおむね10年後までに、宇宙利用の多層
化・冗長化や新たな能力の獲得等により、宇宙作戦
能力を更に強化する。

（2）サイバー領域では、防衛省・自衛隊において、
能動的サイバー防御を含むサイバー安全保障分野に
おける政府全体での取組と連携していくこととす
る。その際、重要なシステム等を中心に常時継続的
にリスク管理を実施する態勢に移行し、これに対応
するサイバー要員を大幅増強するとともに、特に高
度なスキルを有する外部人材を活用することによ
り、高度なサイバーセキュリティを実現する。この
ような高いサイバーセキュリティの能力により、あ
らゆるサイバー脅威から自ら防護するとともに、そ
の能力を生かして我が国全体のサイバーセキュリ
ティの強化に取り組んでいくこととする。

このため、2027年度までに、サイバー攻撃状況

下においても、指揮統制能力及び優先度の高い装備
品システムを保全できる態勢を確立し、また防衛産
業のサイバー防衛を下支えできる態勢を確立する。

今後、おおむね10年後までに、サイバー攻撃状
況下においても、指揮統制能力、戦力発揮能力、作
戦基盤を保全し任務が遂行できる態勢を確立しつ
つ、自衛隊以外へのサイバーセキュリティを支援で
きる態勢を強化する。

（3）電磁波領域においては、相手方からの通信妨害
等の厳しい電磁波環境の中においても、自衛隊の電
子戦及びその支援能力を有効に機能させ、相手によ
るこれらの作戦遂行能力を低下させる。また、電磁
波の管理機能を強化し、自衛隊全体でより効率的に
電磁波を活用する。

（4）宇宙・サイバー・電磁波の領域において、相手
方の利用を妨げ、又は無力化するために必要な能力
を拡充していく。

（5）領域横断作戦の基本となる陸上防衛力・海上防
衛力・航空防衛力については、海上優勢・航空優勢
を維持・強化するための艦艇・戦闘機等の着実な整
備や、先進的な技術を積極的に活用し、無人アセッ
トとの連携を念頭に置きつつ、新型護衛艦の導入や
次期戦闘機の開発を進めるなど、抜本的に強化して
いく。

5　指揮統制・情報関連機能
今後、より一層、戦闘様相が迅速化・複雑化してい

く状況において、戦いを制するためには、各級指揮官
の適切な意思決定を相手方よりも迅速かつ的確に行
い、意思決定の優越を確保する必要がある。このた
め、AIの導入等を含め、リアルタイム性・抗たん性・
柔軟性のあるネットワークを構築し、迅速・確実な
ISRTの実現を含む領域横断的な観点から、指揮統
制・情報関連機能の強化を図る。

このため、2027年度までに、ハイブリッド戦や認
知領域を含む情報戦に対処可能な情報能力を整備す
る。また、衛星コンステレーション等によるニアリア
ルタイムの情報収集能力を整備する。

今後、おおむね10年後までに、AIを含む各種手段
を最大限に活用し、情報収集・分析等の能力を更に強
化する。また、情報収集アセットの更なる強化を通
じ、リアルタイムで情報共有可能な体制を確立する。

また、これまで以上に、我が国周辺国等の意思と能
力を常時継続的かつ正確に把握する必要がある。この
ため、動態情報から戦略情報に至るまで、情報の収
集・整理・分析・共有・保全を実効的に実施できるよ
う、情報本部を中心とした電波情報、画像情報、人的
情報、公刊情報等の機能別能力を強化するとともに、
地理空間情報の活用を含め統合的な分析能力を抜本的
に強化していく。あわせて、情報関連の国内関係機関
との協力・連携を進めていくとともに、情報収集衛星
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により収集した情報を自衛隊の活動により効果的に活
用するために必要な措置をとる。

これに加え、偽情報の流布を含む情報戦等に有効に
対処するため、防衛省・自衛隊における体制・機能を
抜本的に強化するとともに、同盟国・同志国等との情
報共有や共同訓練等を実施していく。

6　機動展開能力・国民保護
島嶼部を含む我が国への侵攻に対しては、海上優

勢・航空優勢を確保し、我が国に侵攻する部隊の接
近・上陸を阻止するため、平素配備している部隊が常
時活動するとともに、状況に応じて必要な部隊を迅速
に機動展開させる必要がある。このため、自衛隊自身
の海上輸送力・航空輸送力を強化するとともに、民間
資金等活用事業（PFI）等の民間輸送力を最大限活用
する。

また、これらによる部隊への輸送・補給等がより円
滑かつ効果的に実施できるように、統合による後方補
給態勢を強化し、特に島嶼部が集中する南西地域にお
ける空港・港湾施設等の利用可能範囲の拡大や補給能
力の向上を実施していくとともに、全国に所在する補
給拠点の近代化を積極的に推進する。

自衛隊は島嶼部における侵害排除のみならず、強化
された機動展開能力を住民避難に活用するなど、国民
保護の任務を実施していく。

このため、2027年度までに、PFI船舶の活用の拡大
等により、輸送能力を強化することで、南西方面の防
衛態勢を迅速に構築可能な能力を獲得し、住民避難の
迅速化を図る。

今後、おおむね10年後までに、輸送能力を更に強
化しつつ、補給拠点の改善により輸送・補給を一層迅
速化する。

7　持続性・強靱性
（1）将来にわたり我が国を守り抜く上で、弾薬、燃

料、装備品の可動数といった現在の自衛隊の継戦能
力は、必ずしも十分ではない。こうした現実を直視
し、有事において自衛隊が粘り強く活動でき、ま
た、実効的な抑止力となるよう、十分な継戦能力の
確保・維持を図る必要がある。このため、弾薬の生
産能力の向上及び製造量に見合う火薬庫の確保を進
め、必要十分な弾薬を早急に保有するとともに、必
要十分な燃料所要量の確保や計画整備等以外の装備
品が全て可動する体制を早急に確立する。

このため、2027年度までに、弾薬については、
必要数量が不足している状況を解消する。また、優
先度の高い弾薬については製造態勢を強化するとと
もに、火薬庫を増設する。さらに、部品不足を解消
して、計画整備等以外の装備品が全て可動する体制
を確保する。

今後、おおむね10年後までに、弾薬及び部品の
適正な在庫の確保を維持するとともに、火薬庫の増

設を完了する。装備品については、新規装備品分も
含め、部品の適正な在庫の確保を維持する。

（2）さらに、平素においては自衛隊員の安全を確保
し、有事においても容易に作戦能力を喪失しないよ
う、主要司令部等の地下化や構造強化、施設の離隔
距離を確保した再配置、集約化等を実施するととも
に、隊舎・宿舎の着実な整備や老朽化対策を行う。
さらに、装備品の隠ぺい及び欺まん等を図り、抗た
ん性を向上させる。

また、気候変動の問題は、将来のエネルギーシフ
トへの対応を含め、今後、防衛省・自衛隊の運用や
各種計画、施設、防衛装備品、さらに我が国を取り
巻く安全保障環境により一層の影響をもたらすこと
は必至であるため、これに伴う各種課題に対応して
いく。

このため、2027年度までに、司令部の地下化、
主要な基地・駐屯地内の再配置・集約化を進め、各
施設の強靱化を図る。また、災害の被害想定が甚大
かつ運用上重要な基地・駐屯地から津波等の災害に
対する施設及びインフラの強靱化を推進する。

今後、おおむね10年後までに、防衛施設の更な
る強靱化を図る。

（3）自衛隊員の生命を救い、身体に対する危険を軽
減することによって、自衛隊がより長く、より強靱
に我が国への侵攻に対処できるように、隊員の救命
率向上のため、応急救護能力を強化するとともに、
第一線から最終後送先に至るまでのシームレスな医
療・後送体制を構築することによって、衛生機能を
変革する。

Ⅴ　将来の自衛隊の在り方
1　7つの重視分野における自衛隊の役割

防衛力の抜本的強化に当たって重視する能力の7つ
の分野において、各自衛隊は以下の役割を担う。

スタンド・オフ防衛能力については、侵攻してくる
艦艇や上陸部隊に対し、脅威圏外から多様な対処を行
い得るよう、各自衛隊は、車両、艦艇、航空機からの
スタンド・オフ・ミサイル発射能力を必要十分な数量
整備する。

統合防空ミサイル防衛能力については、海上自衛隊
の護衛艦が上層、陸上自衛隊及び航空自衛隊の地対空
誘導弾が下層における迎撃を担うことを基本として、
極超音速兵器等の将来の経空脅威への対応能力を強化
する。また、各自衛隊は、スタンド・オフ防衛能力等
を反撃能力として活用する。

無人アセット防衛能力については、各自衛隊は、
各々の任務分担に従い、既存部隊の見直しを進めつ
つ、航空・海上・水中・陸上の無人アセット防衛能力
を大幅に強化する。

領域横断作戦のうち、宇宙領域では、航空自衛隊に
おいてSDA能力を始めとする各種機能を強化する。
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サイバー領域では、防衛省・自衛隊として我が国全体
のサイバーセキュリティ強化に貢献するため、自衛隊
全体で強化を図り、特に、陸上自衛隊が人材育成等の
基盤拡充の中核を担っていくこととする。電磁波領域
については、各自衛隊において、電子戦装備を取得・
増強し、電磁波を活用した欺まん装備の導入等を推進
する。また、我が国周辺国等の通常戦力の急速な増強
を踏まえ、これらの領域における能力と連携して領域
横断作戦を展開する各自衛隊の装備品の質・量の強化
も引き続き行う。

指揮統制・情報関連機能については、各自衛隊の情
報収集能力の強化、収集した情報に基づく意思決定の
迅速化、指揮命令を確実に行い得るネットワークの整
備等を行う。また、スタンド・オフ・ミサイルの運用
に必要なISRTを含む情報本部の情報機能を抜本的に
強化するとともに、指揮統制機能との連携を強化す
る。

機動展開能力・国民保護については、我が国への侵
攻が想定される事態において、島嶼部等への部隊の展
開を迅速に行うため、陸上自衛隊は中型・小型船舶等
を、海上自衛隊は輸送艦等を、航空自衛隊は輸送機等
を確保することにより、機動・展開能力を強化する。
陸上自衛隊においては、沖縄における国民保護をも目
的として、部隊強化を含む体制強化を図る。

持続性・強靱性については、一連の任務遂行を持続
的に行うため、各自衛隊は、平素より弾薬・燃料及び
可動装備品を必要数確保するとともに、能力発揮の基
盤となる防衛施設の抗たん性を強化させる。

2　自衛隊の体制整備の考え方
以上のような7つの分野における役割を踏まえ、統

合運用体制並びに各自衛隊及び情報本部の体制は、次
のような基本的考え方により整備を行う。

統合運用の実効性を強化するため、既存組織の見直
しにより、陸海空自衛隊の一元的な指揮を行い得る常
設の統合司令部を創設する。また、統合運用に資する
装備体系の検討を進める。

陸上自衛隊は、領域横断作戦能力の強化及び利点の
多い地上発射型スタンド・オフ防衛能力の強化による
遠方からの侵攻部隊の阻止、持続性・強靱性の保持、
南西地域の島嶼部への迅速かつ分散した機動展開能力
の強化、無人アセットの導入、ドローン等への対処を
含む統合防空ミサイル防衛能力の向上、分散展開した
部隊に必要なシステムを含む指揮統制・情報関連機能
を重視した体制を整備する。

海上自衛隊は、近年のミサイルの脅威の高まり等を
踏まえ、防空能力の強化及び省人化・無人化の推進、
情報戦能力の強化、水中優勢の確保、スタンド・オフ
防衛能力の強化、洋上後方支援能力の強化、持続性・
強靱性の確保を重視し、高い迅速性と活動量を求めら
れる部隊運用を持続的に遂行可能な体制を整備する。

特に、領域横断作戦の中でも重要な水中優勢を獲得・
維持し得る体制を整備することとする。

航空自衛隊は、高脅威環境下における強靱かつ柔軟
な運用による粘り強い任務遂行のため、航空防衛力の
質・量の見直し・強化、効果的なスタンド・オフ防衛
能力の保持、実効的なミサイル防空態勢の確保、各種
無人アセットの導入に必要な体制を整備する。また、
宇宙作戦能力を強化し、宇宙利用の優位性を確保し得
る体制を整備することにより、航空自衛隊を航空宇宙
自衛隊とする。

情報本部は、電波情報、画像情報、人的情報、公刊
情報等の収集・分析に加え、我が国の防衛における情
報戦対応の中心的な役割を担うこととし、他国の軍事
活動等を常時継続的かつ正確に把握し、分析・発信す
る能力を抜本的に強化する。さらに、領域横断作戦能
力の強化及びスタンド・オフ防衛能力の強化に併せ、
既存の体制を強化するとともに、関係する他機関との
協力・連携を切れ目なく実施できるように強化する。

防衛省・自衛隊においては、能動的サイバー防御を
含むサイバー安全保障分野に係る政府の取組も踏まえ
つつ、我が国全体のサイバーセキュリティに貢献する
体制を抜本的に強化することとする。

3　政策立案機能の強化
自衛隊が能力を十分に発揮し、厳しさ、複雑さ、ス

ピード感を増す戦略環境に対応するためには、宇宙・
サイバー・電磁波の領域を含め、戦略的・機動的な防
衛政策の企画立案が必要とされており、その機能を抜
本的に強化していく。この際、有識者から政策的な助
言を得るための会議体を設置する。また、自衛隊の将
来の戦い方とそのために必要な先端技術の活用・育
成・装備化について、関係省庁や民間の研究機関、防
衛産業を中核とした企業との連携を強化しつつ、戦略
的な観点から総合的に検討・推進する態勢を強化す
る。さらに、こうした取組を推進し、政策の企画立案
を支援するため、防衛研究所を中心とする防衛省・自
衛隊の研究体制を見直し・強化し、知的基盤としての
機能を強化する。

Ⅵ　国民の生命・身体・財産の保護・国際的な安全保障協
力への取組
1　国民の生命・身体・財産の保護に向けた取組

我が国が備えるべき事態は、力による一方的な現状
変更やその試み、そして我が国への侵攻のみではな
い。大規模テロやそれに伴う原子力発電所を始めとし
た重要インフラに対する攻撃、地震や台風等の大規模
災害、新型コロナウイルス感染症といった感染症危機
等は、国民の生命・身体・財産に対する深刻な脅威で
あり、我が国として、国の総力をあげて全力で対応し
ていく必要がある。

それらの対応に当たって、防衛省・自衛隊において
は、抜本的に強化された防衛力を活用し、警察、海上
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保安庁、消防、地方公共団体等の関係機関と緊密に連
携して、大規模テロや重要インフラに対する攻撃に際
しては実効的な対処を行い、大規模災害等に際しては
効果的に人命救助、応急復旧、生活支援等を行うこと
とする。また、外国での災害・騒乱等が発生した際に
は、外交当局と緊密に連携して、在外邦人等を迅速か
つ的確に保護し、輸送する。

防衛力を活用しつつ、このような対応を円滑に実施
するためには、平素から関係機関と連携態勢を構築し
ておくことが必須である。地方公共団体やインフラ事
業者を含む関係機関と共に、各種計画等を踏まえつ
つ、その実効性を担保するために、総合的な訓練を実
施する。また、このような連携態勢を活用し、我が国
への侵攻が予測される場合には、住民の避難誘導を含
む国民保護のための取組を円滑に実施できるようにす
る。

2　国際的な安全保障協力への取組
我が国の平和と安全のためには、国際社会の平和と

安定及び繁栄が確保されていなければならない。その
ため、防衛省・自衛隊としても、抜本的に強化された
防衛力を活用しつつ、国際協調を旨とする積極的平和
主義の立場から、世界各地における紛争・対立の解決
に向けた努力、気候変動等に起因する国際的な大規模
災害に際しての人道支援・災害救援、大量破壊兵器の
不拡散等の国際的な課題への対応に積極的に取り組ん
でいく必要がある。

国連平和維持活動（PKO）を始めとする国際平和
協力業務、国際緊急援助活動等の国際平和協力活動に
ついては、平和安全法制も踏まえ、必要に応じ、遠隔
地であっても、情報関連機能を用いて精緻な情報を収
集し、機動展開能力により必要な部隊を迅速に移動さ
せ、我が国が得意とする施設、衛生等といった分野を
中心として活動を実施していく。また、高い専門性を
有する自衛官の特性を生かし、引き続き、現地ミッ
ション司令部要員等を派遣していく。加えて、これま
で蓄積した経験を活かし、能力構築支援を実施してい
く。

我が国を取り巻く安全保障環境を改善する観点から
は、核兵器・化学兵器・生物兵器といった大量破壊兵
器等の軍備管理・軍縮及び不拡散についても、関係国
や国際機関等と協力しつつ、取組を推進していく。そ
の際、防衛省・自衛隊の知見を活かし、国際機関や国
際輸出管理レジームの実効性の向上に協力していく。

Ⅶ　いわば防衛力そのものとしての防衛生産・技術基盤
防衛生産・技術基盤は、自国での装備品の研究開発・

生産・調達を安定的に確保し、新しい戦い方に必要な先
端技術を防衛装備品に取り込むために不可欠な基盤であ
ることから、いわば防衛力そのものと位置付けられるも
のであり、その強化は必要不可欠である。そのため、新
たな戦い方に必要な力強く持続可能な防衛産業の構築、

様々なリスクへの対処、販路の拡大等に取り組んでい
く。汎用品のサプライチェーン保護、民生先端技術の機
微技術管理・情報保全等の政府全体の取組に関しては、
防衛省が防衛目的上必要な措置を実施していくことと併
せて、関係省庁間の取組と連携していく。
1　防衛生産基盤の強化

我が国の防衛産業は、自衛隊の任務遂行に当たって
の装備品の確保の面から、防衛省・自衛隊と共に国防
を担うパートナーというべき重要な存在であり、高度
な装備品を生産し、高い可動率を確保できる能力を維
持・強化していく必要がある。そのためには、防衛産
業において、防衛技術基盤の強化を通じた高度な技術
力及び品質管理能力を確保することに加え、装備品の
生産・維持・整備、改修・能力向上等を確保していく。

防衛産業が、このような大きな役割を果たすため
に、サプライチェーン全体を含む基盤強化を図ってい
く。その際、防衛産業のコスト管理や品質管理に関す
る取組を適正に評価し、適正な利益を確保するための
新たな利益率の算定方式を導入することで、事業の魅
力化を図るとともに、既存のサプライチェーンの維
持・強化と新規参入促進を推進する。

また、装備品の取得に際して、企業の予見可能性を
図りつつ、国内基盤を維持・強化する観点を一層重視
し、技術的、質的、時間的な向上を図るとともに、こ
うした措置を講じてもなお、他に手段がない場合、国
自身が製造施設等を保有する形態を検討していく。

さらに、防衛産業のサプライチェーンリスクに対応
するとともに、国際水準を踏まえたサイバーセキュリ
ティを含む産業保全を強化し、併せて機微技術管理の
強化に取り組む。こうした観点から、同盟国・同志国
等の防衛当局と、防衛産業に関するサプライチェーン
保護、機微技術管理等を実施していく。

2　防衛技術基盤の強化
新しい戦い方に必要な装備品を取得するためには、

我が国が有する技術を如何に活用していくかが極めて
重要である。そのために、防衛省・自衛隊において
は、防衛関連企業等から提案を受け、新しい戦い方に
適用し得るかを踏まえた上で、当該企業が有する装備
品特有の技術や社内研究成果、さらには、非防衛産業
から取り込んで装備品に活用できる技術を早期装備化
に繋げていくための取組を積極的に推進していくこと
とする。特に、政策的に緊急性・重要性が高い事業の
実施に当たっては、研究開発リスクを許容しつつ、想
定される成果を考慮した上で、一層早期の研究開発や
実装化を実現する。

また、試作品を部隊で運用しながら仕様を改善し、
必要な装備品を部隊配備する取組を強化する。

さらに、我が国の防衛に資する装備品を取得する手
段として、我が国主導の国際共同開発を推進するな
ど、同盟国・同志国等との協力・連携を進めていく。
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加えて、スタートアップ企業や国内の研究機関・学
術界等の民生先端技術を積極活用するための枠組みを
構築するほか、総合的な防衛体制強化のための府省横
断的な仕組みを活用する。

防衛装備庁の研究開発関連組織のスクラップ・アン
ド・ビルドにより、装備化に資するマルチユース先端
技術を見出し、防衛イノベーションにつながる装備品
を生み出すための新たな研究機関を創設するととも
に、政策・運用・技術の面から総合的に先端技術の活
用を検討・推進する体制を拡充する。こうした体制の
下、予見可能性を高める観点から、新しい戦い方を踏
まえて、重視する技術分野や研究開発の見通しについ
て戦略的に発信する。

3　防衛装備移転の推進
防衛装備品の海外への移転は、特にインド太平洋地

域における平和と安定のために、力による一方的な現
状変更を抑止して、我が国にとって望ましい安全保障
環境の創出や、国際法に違反する侵略や武力の行使又
は武力による威嚇を受けている国への支援等のための
重要な政策的な手段となる。こうした観点から、安全
保障上意義が高い防衛装備移転や国際共同開発を幅広
い分野で円滑に行うため、防衛装備移転三原則や運用
指針を始めとする制度の見直しについて検討する。そ
の際、三つの原則そのものは維持しつつ、防衛装備移
転の必要性、要件、関連手続の透明性の確保等につい
て十分に検討する。また、防衛装備移転を円滑に進め
るため、基金を創設し、必要に応じた企業支援を行う
こと等により、官民一体となって防衛装備移転を進め
る。

Ⅷ　防衛力の中核である自衛隊員の能力を発揮するための
基盤の強化
1　人的基盤の強化

防衛力の中核は自衛隊員である。防衛力の抜本的強
化を実現するに当たっては、自衛官の定員は増やさず
に必要な人員を確保するとともに、自衛隊員には、こ
れまで以上の知識・技能・経験が求められているほ
か、偽情報等に惑わされない素養を身に着ける必要が
生じていることも踏まえつつ、全ての隊員が高い士気
と誇りを持ちながら、個々の能力を発揮できる環境を
整備する必要がある。生活・勤務環境の改善、処遇の
向上、栄典・礼遇に関する施策の推進、自衛隊員の家
族や関係団体等との連携を含めた家族支援の拡充、人
事管理の柔軟化等を通じた女性隊員が更に活躍できる
環境醸成、ワークライフバランスの推進、若年で退職
する自衛官の再就職支援の充実等に引き続き取り組
む。特に、高い即応性、長期の任務、社会と隔絶され
た厳しい環境での勤務を求められる隊員には一定の配
慮が必要である。また、ハラスメントは人の組織であ
る自衛隊の根幹を揺るがすものであることを各自衛隊
員が改めて認識し、ハラスメントを一切許容しない組

織環境を構築する。これらの取組は、中途退職による
戦力低下を防止するだけでなく、有為な人材を確保す
るためにも重要である。

採用については、質の高い人材を必要数確保するた
め、募集能力の一層の強化を図る。あわせて、精強性
の維持に配慮しつつ、定年年齢を更に引き上げるとと
もに、退職する自衛官の再任用を拡大することによ
り、熟練した技能の有効活用を図る。さらに、柔軟な
人材活用を進め、サイバー領域等の専門的な知識・技
能を有する民間人材を含めた幅広い層からの人材確保
を推進する。特に、充足率の低い艦艇乗組員や、レー
ダーサイトの警戒監視要員等の人材確保に資する施策
を総合的に講じていく。なお、常備自衛官の補完等に
当たる予備自衛官等については、サイバー領域を含
め、採用を大幅に増やすべく、その制度の見直しや体
制強化に取り組む。また、退職した自衛隊員等との連
携を強化する。

採用した人材の育成については、自衛隊員へのリス
キリングや防衛大学校、各自衛隊の学校等の教育基盤
の強化を図る。この際、サイバー領域等の専門性が高
い分野や、統合教育・研究を特に強化するとともに、
希少な専門人材を有効に活用するための施策を講じ
る。また、防衛省における事務官等は、防衛力の一要
素として自衛隊の活動を支えるとともに、防衛力の抜
本的強化やそれに伴う政策の企画立案、部隊における
運用支援等のために重要な役割を果たすものである。
そのために必要となる事務官・技官等を確保し、さら
に必要な制度の検討を行うなど、人的基盤の強化に取
り組む。

このように、自衛隊員が育児、出産、介護といった
各種のライフイベントを迎える中にあっても、遺憾な
くその能力を発揮できる組織環境づくりにも配慮し、
自衛隊員としてのライフサイクル全般に着目した大胆
な施策を講じる。

2　衛生機能の変革
自衛隊衛生については、これまで自衛隊員の壮健性

の維持を重視してきたが、持続性・強靱性の観点か
ら、有事において危険を顧みずに任務を遂行する隊員
の生命・身体を救う組織に変革する。

このため、各種事態への対処や国内外における多様
な任務に対応し得るよう、各自衛隊で共通する衛生機
能等を一元化して統合的な運用を推進するとともに、
防衛医科大学校も含めた自衛隊衛生の総力を結集でき
る態勢を構築し、戦傷医療能力向上のための抜本的改
革を推進する。

この際、南西地域の第一線から本州等の後送先病院
までの役割の明確化を図った上で、第一線から後送先
病院までのシームレスな医療・後送態勢を確立し、後
送に係る衛生資器材の共通化を図るとともに、医療・
後送に際して必要となる医療情報を第一線を含む全国
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の医療拠点・施設で共有するシステムを整備する。ま
た、部隊の救護能力の強化、外傷医療に不可欠な血
液・酸素を含む衛生資器材の確保、南西地域の医療拠
点の整備も行う。

さらに、防衛医科大学校での戦傷医療についての教
育研究の強化を進めるとともに、医官及び看護官の臨
床経験をより充実させるために必要な運営改善を進め
る。また、積極的な部外研修によって医官及び看護官
の臨床経験を補完する。その上で、戦傷医療について
の統合教育・訓練を通じ各自衛隊共通の知識・技能の
向上を図る。

Ⅸ　留意事項
1　本戦略は、国家安全保障戦略の下、他の分野の戦略

と整合をもって実施される。防衛目標達成のためのア

プローチと手段が適切にとられているのか、特に国全
体の防衛体制の強化が確実に実施されているのかにつ
いて、国家安全保障会議において定期的に体系的な評
価を行う。また、安全保障環境の変化、特に相手方の
能力に着目し、統合的な運用構想に基づき、実効的に
対処できる防衛力を構築していくため、必要な能力に
関する評価を常に実施する。

2　本戦略に基づく防衛力の抜本的強化は、将来にわた
り、維持・強化していく必要がある。このため、防衛
力の抜本的強化の在り方について中長期的な観点から
不断に検討を行う。

3　本戦略はおおむね10年間の期間を念頭に置いてい
るが、国際情勢や技術的水準の動向等について重要な
変化が見込まれる場合には必要な修正を行う。
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	資料3	 防衛力整備計画について
令和4年12月16日　国家安全保障会議決定

閣　　議　　決　　定
防衛力整備計画について、「国家防衛戦略について」（令

和4年12月16日国家安全保障会議決定及び閣議決定）に
従い、別紙のとおり定める。

これに伴い、「中期防衛力整備計画（平成31年度～平成
35年度）について」（平成30年12月18日国家安全保障会
議決定及び閣議決定）は廃止する。

（別紙）
防衛力整備計画

Ⅰ　計画の方針
「国家防衛戦略」（令和4年12月16日国家安全保障会議

決定及び閣議決定）に従い、宇宙・サイバー・電磁波領
域を含む全ての領域における能力を有機的に融合し、平
時から有事までのあらゆる段階における柔軟かつ戦略的
な活動の常時継続的な実施を可能とする多次元統合防衛
力を抜本的に強化し、相手の能力と新しい戦い方に着目
して、5年後の2027年度までに、我が国への侵攻が生起
する場合には、我が国が主たる責任をもって対処し、同
盟国等の支援を受けつつ、これを阻止・排除できるよう
に防衛力を強化する。おおむね10年後までに、防衛力
の目標をより確実にするため更なる努力を行い、より早
期かつ遠方で侵攻を阻止・排除できるように防衛力を強
化する。

以上を踏まえ、以下を計画の基本として、防衛力の整
備、維持及び運用を効果的かつ効率的に行う。
1　我が国の防衛上必要な機能・能力として、まず、我

が国への侵攻そのものを抑止するために、遠距離から
侵攻戦力を阻止・排除できるようにする必要がある。
このため、「スタンド・オフ防衛能力」と「統合防空
ミサイル防衛能力」を強化する。

また、万が一、抑止が破れ、我が国への侵攻が生起
した場合には、これらの能力に加え、有人アセット、
さらに無人アセットを駆使するとともに、水中・海
上・空中といった領域を横断して優越を獲得し、非対
称的な優勢を確保できるようにする必要がある。この
ため、「無人アセット防衛能力」、「領域横断作戦能力」、

「指揮統制・情報関連機能」を強化する。
さらに、迅速かつ粘り強く活動し続けて、相手方の

侵攻意図を断念させられるようにする必要がある。こ
のため、「機動展開能力・国民保護」、「持続性・強靱
性」を強化する。また、いわば防衛力そのものである
防衛生産・技術基盤に加え、防衛力を支える人的基盤
等も重視する。

2　装備品の取得に当たっては、能力の高い新たな装備
品の導入、既存の装備品の延命、能力向上等を適切に
組み合わせることにより、必要十分な質・量の防衛力
を確保する。その際、研究開発を含む装備品のライフ
サイクルを通じたプロジェクト管理の強化等によるコ

ストの削減に努め、費用対効果の向上を図る。また、
自衛隊の現在及び将来の戦い方に直結し得る分野のう
ち、特に政策的に緊急性・重要性が高い事業について
は、民生先端技術の取り込みも図りながら、着実に早
期装備化を実現する。

3　人口減少と少子高齢化が急速に進展し、募集対象者
の増加が見込めない状況においても、自衛隊の精強性
を確保し、防衛力の中核をなす自衛隊員の人材確保と
能力・士気の向上を図る観点から、採用の取組強化、
予備自衛官等の活用、女性の活躍推進、自衛官の定年
年齢引上げ、再任用自衛官を含む多様かつ優秀な人材
の有効な活用、生活・勤務環境の改善、人材の育成、
処遇の向上、再就職支援等の人的基盤の強化に関する
各種施策を総合的に推進する。

4　日米共同の統合的な抑止力を一層強化するため、宇
宙・サイバー・電磁波を含む領域横断作戦に係る協力
及び相互運用性の向上等を推進するとともに、あらゆ
る段階における日米共同での実効的な対処力を支える
基盤を強化するため、日米間の情報共有を促進するた
めの情報保全及びサイバーセキュリティに係る取組並
びに装備・技術協力を強化する。また、在日米軍の駐
留を支えるための施策を着実に実施する。

自由で開かれたインド太平洋というビジョンを踏ま
え、多角的・多層的な防衛協力・交流を積極的に推進
するため、円滑化協定（RAA）、物品役務相互提供協
定（ACSA）、情報保護協定等、防衛装備品・技術移
転協定等の制度的枠組みの整備に更に推進するととも
に、共同訓練・演習、防衛装備・技術協力、能力構築
支援、軍種間交流を含む取組等を推進する。

5　防衛力の抜本的強化に当たっては、スクラップ・ア
ンド・ビルドを徹底して、組織定員と装備の最適化を
実施するとともに、効率的な調達等を進めて大幅なコ
スト縮減を実現してきたこれまでの努力を更に強化し
ていく。あわせて、人口減少と少子高齢化を踏まえ、
無人化・省人化・最適化を徹底していく。

Ⅱ　自衛隊の能力等に関する主要事業
2027年度までに、我が国への侵攻に対し、我が国が

主たる責任をもって対処し、同盟国等の支援を受けつ
つ、これを阻止・排除できる防衛力を構築するため、防
衛力の抜本的強化に当たって重視する主要事業を1から
7までのとおり実施することとする。
1　スタンド・オフ防衛能力

我が国に侵攻してくる艦艇や上陸部隊等に対して、
脅威圏外から対処する能力を強化するため、12式地
対艦誘導弾能力向上型（地上発射型・艦艇発射型・航
空機発射型）、島嶼防衛用高速滑空弾及び極超音速誘
導弾の開発・試作を実施・継続する。島嶼防衛用高速
滑空弾及び極超音速誘導弾を始め、各種誘導弾の長射
程化を実施する。防衛力の抜本的強化を早期に実現す
るため、上記のスタンド・オフ・ミサイルの量産弾を
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取得するほか、米国製のトマホークを始めとする外国
製スタンド・オフ・ミサイルの着実な導入を実施・継
続する。

また、発射プラットフォームの更なる多様化のため
の研究・開発を進めるとともに、スタンド・オフ・ミ
サイルの運用能力向上を目的として、潜水艦に搭載可
能な垂直ミサイル発射システム（VLS）、輸送機搭載
システム等を開発・整備する。

スタンド・オフ防衛能力の実効性確保のため、目標
情報の一層効果的な収集を行う観点から、衛星コンス
テレーションを活用した画像情報等の取得や無人機

（UAV）、目標観測弾の整備等を行い、情報収集・分
析機能及び指揮統制機能を強化する。スタンド・オ
フ・ミサイルの運用は、目標情報の収集、各部隊への
目標の割当てを含む一連の指揮統制を一元的に行う必
要があるため、統合運用を前提とした態勢を構築す
る。スタンド・オフ・ミサイル等を保管するための火
薬庫を増設するとともに、射場利用の確保を含め、試
験・整備等に必要な施策を着実に実施することで、ス
タンド・オフ・ミサイルの開発・運用に必要な一連の
機能を確保する。

2　統合防空ミサイル防衛能力
極超音速滑空兵器（HGV）等の探知・追尾能力を

強化するため、固定式警戒管制レーダー（FPS）等の
整備及び能力向上、次期警戒管制レーダーの換装・整
備を図る。また、地対空誘導弾ペトリオット・システ
ムを改修し、新型レーダー（LTAMDS）を導入する
ことで、能力向上型迎撃ミサイル（PAC-3MSE）に
よる極超音速滑空兵器（HGV）等への対処能力を向
上させる。

各種事態により実効的に対応するため、航空自衛隊
の高射部隊の編成及び配置の見直しに着手するととも
に、中距離地対空誘導弾部隊と合わせた重層的な要域
防空体制を構築し、平素からの展開配置のための部隊
運用を行う。また、基地防空用地対空誘導弾の能力向
上を推進する。加えて、滑空段階での極超音速滑空兵
器（HGV）等への対処を行い得る誘導弾システムの
調査及び研究を実施する。

極超音速滑空兵器（HGV）等に対処する能力を強
化するため、03式中距離地対空誘導弾（改善型）の
能力向上を図るほか、弾道ミサイル防衛用迎撃ミサイ
ル（SM-3ブロックⅡA）、能力向上型迎撃ミサイル

（PAC-3MSE）、長距離艦対空ミサイル（SM-6）等を
取得する。

ネットワーク化による効果的かつ効率的な対処の実
現のため、護衛艦等の間で連携した射撃を可能とする
ネットワークシステム（FCネットワーク）を取得し、
共同交戦能力（CEC）を保持する。また、地対空誘
導弾ペトリオット・システムの情報調整装置（ICC）
を改修することで、各種誘導弾システムをネットワー

クで連接する。
我が国の防空能力強化のため、主に弾道ミサイル防

衛に従事するイージス・システム搭載艦を整備する。
高出力レーザーや高出力マイクロ波（HPM）等の

指向性エネルギー技術の組み合わせにより、小型無人
機（UAV）等への非物理的な手段による対処能力を
早期に整備する。

なお、我が国に対する武力攻撃が発生し、その手段
として弾道ミサイル等による攻撃が行われた場合、武
力の行使の三要件に基づき、そのような攻撃を防ぐの
にやむを得ない必要最小限度の自衛の措置として、相
手の領域において、我が国が有効な反撃を加えること
を可能とする、スタンド・オフ防衛能力等を活用した
自衛隊の能力を反撃能力として用いる。この反撃能力
の運用は、統合運用を前提とした一元的な指揮統制の
下で行う。

3　無人アセット防衛能力
人的損耗を局限しつつ任務を遂行するため、既存の

装備体系・人員配置を見直しつつ、各種無人アセット
を早期に整備する。その整備に当たっては、安全性の
確保と効果的な任務遂行の両立を図るものとする。

隙のない情報収集・警戒監視・偵察・ターゲティン
グ（ISRT）を実施するため、洋上監視に資する滞空
型無人機（UAV）及び艦載型の無人アセットや相手
の脅威圏内において目標情報を継続的に収集し得る偵
察用無人機（UAV）のほか、用途に応じた様々な情
報収集・警戒監視・偵察・ターゲティング（ISRT）
用無人アセットを整備する。また、広域に分散展開し
た部隊、離隔した基地、艦艇等への迅速な補給品の輸
送を実施するため、輸送用無人機（UAV）の導入に
ついて検討の上、必要な措置を講じる。

我が国への侵攻を阻止・排除するため、空中から人
員・車両・艦艇等を捜索・識別し、迅速に目標に対処
することが可能となるよう、各種攻撃機能を効果的に
保持した多用途／攻撃用無人機（UAV）及び小型攻
撃用無人機（UAV）を整備する。

艦艇と連携し、効果的に各種作戦運用が可能な無人
水上航走体（USV）を開発・整備する。また、水中
優勢を獲得するための各種無人水中航走体（UUV）
を整備する。

このほか、無人車両（UGV）と無人機（UAV）を
効果的に組み合わせることにより、駐屯地・基地等や
重要施設の警備及び防護体制の効率化を図る。加え
て、有人機と無人機（UAV）の連携を強化するとと
もに、複数の無人アセットを同時に運用する能力の強
化を図る。

4　領域横断作戦能力
（1）宇宙領域における能力

スタンド・オフ・ミサイルの運用を始めとする領
域横断作戦能力を向上させるため、宇宙領域を活用
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した情報収集、通信等の各種能力を一層向上させ
る。具体的には、米国との連携を強化するととも
に、民間衛星の利用等を始めとする各種取組によっ
て補完しつつ、目標の探知・追尾能力の獲得を目的
とした衛星コンステレーションを構築する。また、
衛星を活用した極超音速滑空兵器（HGV）の探知・
追尾等の対処能力の向上について、米国との連携可
能性を踏まえつつ、必要な技術実証を行う。さら
に、増大する衛星通信の需要に対応するため、従来
のXバンド通信に加え、より抗たん性の高い通信帯
域を複層化する取組を進める。

宇宙領域の安定的利用に対する脅威が増大する
中、宇宙領域への対応として、相手方の指揮統制・
情報通信等を妨げる能力を更に強化する。また、平
素からの宇宙領域把握（SDA）に関する能力を強
化するため、2026年度に打ち上げ予定の宇宙領域
把握（SDA）衛星の整備に加え、更なる複数機で
の運用についての検討を含めた各種取組を推進す
る。さらに、我が国の衛星を含む宇宙システムの抗
たん性を強化するため、準天頂衛星を含む複数の測
位信号の受信や民間衛星等の利用を推進しつつ、衛
星通信の抗たん性技術の開発実証に着手する。

諸外国との協力について、米国等と宇宙領域把握
（SDA）に係る情報共有を推進するほか、高い抗た
ん性を有する通信波を多国間で共同使用するなどの
連携強化を推進する。

宇宙領域に係る組織体制・人的基盤を強化するた
め、宇宙航空研究開発機構（JAXA）等の関係機関
や米国等の同盟国・同志国との交流による人材育成
を始めとした連携強化を図るほか、関係省庁間で蓄
積された宇宙分野の知見等を有効に活用する仕組み
を構築するなど、宇宙領域に係る人材の確保に取り
組む。

（2）サイバー領域における能力
政府全体において、サイバー安全保障分野の政策

が一元的に総合調整されることを踏まえ、防衛省・
自衛隊においては、自らのサイバーセキュリティの
レベルを高めつつ、関係省庁、重要インフラ事業者
及び防衛産業との連携強化に資する取組を推進する
こととする。

サイバー攻撃を受けている状況下において、指揮
統制能力及び優先度の高い装備品システムを保全
し、自衛隊の任務遂行を保証できる態勢を確立する
とともに、防衛産業のサイバー防衛を下支えできる
態勢を構築する。

このため、最新のサイバー脅威を踏まえ、境界型
セキュリティのみでネットワーク内部を安全に保ち
得るという従来の発想から脱却し、もはや安全な
ネットワークは存在しないとの前提に立ち、サイ
バー領域の能力強化の取組を進める。この際、ゼロ

トラストの概念に基づくセキュリティ機能の導入を
検討するとともに、常時継続的にリスクを管理する
考え方を基礎に、情報システムの運用開始後も継続
的にリスクを分析・評価し、適切に管理する「リス
ク管理枠組み（RMF）」を導入する。さらに、装備
品システムや施設インフラシステムの防護態勢を強
化するとともに、ネットワーク内部に脅威が既に侵
入していることも想定し、当該脅威を早期に検知す
るためのサイバー・スレット・ハンティング機能を
強化する。また、防衛関連企業に対するサイバーセ
キュリティ対策の強化を下支えするための取組を実
施する。

防衛省・自衛隊のサイバーセキュリティ態勢の強
化のため、陸上自衛隊通信学校を陸上自衛隊システ
ム通信・サイバー学校に改編し、サイバー要員を育
成する教育基盤を拡充する。さらに、我が国へのサ
イバー攻撃に際して当該攻撃に用いられる相手方の
サイバー空間の利用を妨げる能力の構築に係る取組
を強化する。

これらの取組を行う組織全体としての能力を強化
するため、2027年度を目途に、自衛隊サイバー防
衛隊等のサイバー関連部隊を約4,000人に拡充し、
さらに、システム調達や維持運営等のサイバー関連
業務に従事する隊員に対する教育を実施する。これ
により、2027年度を目途に、サイバー関連部隊の
要員と合わせて防衛省・自衛隊のサイバー要員を約
2万人体制とし、将来的には、更なる体制拡充を目
指す。

（3）電磁波領域における能力
自衛隊の通信妨害やレーダー妨害能力の強化と併

せて、電磁波の探知・識別能力の強化や電磁波を用
いた欺まんの手段を獲得するなど電子戦能力を向上
させるとともに、レーザー等を活用した小型無人機

（UAV）への対処等の電磁波の利用方法を拡大する。
また、自衛隊の使用する電磁波の利用状況を適切に
管理・調整する機能を強化する。

このため、通信・レーダー妨害機能を有するネッ
トワーク電子戦システム（NEWS）の整備、脅威圏
外から通信妨害等を行うスタンド・オフ電子戦機及
び脅威圏内において各種電子妨害を行うスタンド・
イン・ジャマー等の開発、電波探知器材の搭載によ
る艦艇及び固定翼哨戒機の信号探知・識別能力の向
上、陸上からレーダー妨害を行う対空電子戦装置の
整備を行う。また、固定翼哨戒機等への電子妨害能
力の付与について、試験的に検証し、必要な措置を
講じる。加えて、小型無人機（UAV）に対処する
車両搭載型レーザー装置の運用を開始するととも
に、高出力レーザー、高出力マイクロ波（HPM）
等の指向性エネルギー技術の早期装備化を図る。防
衛省・自衛隊のシステムに電磁波の利用状況を把
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握・管理するための機能を整備するとともに、関係
省庁と緊密に連携し、自衛隊の各種活動に必要な電
波利用を確保していく。

（4）陸・海・空の領域における能力
各自衛隊において、装備品等の取得及び能力向上

等を加速し、領域横断作戦の基本となる陸・海・空
の領域の能力を強化する。先進的な技術を積極的に
活用し、各自衛隊の装備品等を着実に整備するとと
もに、無人アセットと連携する高度な運用能力を獲
得する。

5　指揮統制・情報関連機能
（1）指揮統制機能の強化

迅速・確実な指揮統制を行うため、抗たん性のあ
る通信、システム・ネットワーク及びデータ基盤を
構築し、スタンド・オフ防衛能力及び統合防空ミサ
イル防衛能力を始めとする各種能力を統合的に運用
するため、リアルタイムに指揮統制を行う態勢を概
成するとともに、各自衛隊の一元的な指揮を可能と
する指揮統制能力に関する検討を進め、必要な措置
を講じる。

このため、領域横断作戦に資する情報共有機能の
強化を図るため、共通基盤としてのクラウドの整
備、自衛隊の指揮統制機能及び関係省庁等との連接
機能を強化する中央指揮システムの換装を行う。ま
た、陸上自衛隊の自律的な作戦遂行能力を強化する
将来指揮統制システムの整備、海上自衛隊の意思決
定サイクルを一層高速化する指揮統制システムの換
装、航空自衛隊の指揮統制機能の抗たん性を強化す
る自動警戒管制システム（JADGE）の換装、指揮
統制機能の機動性・柔軟性の強化、宇宙関連装備品
の運用を一元的に指揮統制する宇宙作戦指揮統制シ
ステムの整備及び衛星利用の抗たん性強化を行う。
さらに、それらの情報を共有するために必要な防衛
情報通信基盤（DII）の強化を行う。

（2）情報収集・分析等機能の強化
我が国周辺における軍事動向等を常時継続的に情

報収集し、その処理、分析、共有等を行う能力及び
態勢を抜本的に強化することにより、隙のない情報
収集・分析体制を構築するとともに、政策判断や部
隊運用に資する情報を迅速に提供することができる
態勢を確立する。加えて、米軍との情報共有態勢及
び無人アセットに係る統合運用の在り方について検
討し、必要な措置を講じる。

このため、我が国の防衛における情報機能の中核
を担う情報本部を中心に、電波情報、画像情報、人
的情報、公刊情報等の機能別能力を強化するととも
に、分析官等の育成基盤の拡充や地理空間情報の活
用、防衛駐在官制度の充実を始めとする情報収集・
分析等に関する体制を強化する。特に、情報収集衛
星・民間衛星等を活用した宇宙領域からの情報収集

能力を強化するとともに、米国との連携強化や、民
間衛星の利用等を始めとする各種取組によって補完
しつつ、目標の探知・追尾能力の獲得を目的とした
衛星コンステレーションを構築する。また、効果的
な情報収集・警戒監視・偵察・ターゲティング

（ISRT）の実施に必要な無人機（UAV）等を取得
する。

（3）認知領域を含む情報戦等への対処
国際社会において、紛争が生起していない段階か

ら、偽情報や戦略的な情報発信等を用いて他国の世
論・意思決定に影響を及ぼすとともに、自らの意思
決定への影響を局限することで、自らに有利な安全
保障環境の構築を企図する情報戦に重点が置かれて
いる状況を踏まえ、我が国として情報戦に確実に対
処できる体制・態勢を構築する。

このため、情報戦対処の中核を担う情報本部にお
いて、情報収集・分析・発信に関する体制を強化す
る。さらに、各国等の動向に関する情報を常時継続
的に収集・分析することが可能となる人工知能

（AI）を活用した公開情報の自動収集・分析機能の
整備、各国等による情報発信の真偽を見極めるため
のSNS上の情報等を自動収集する機能の整備、情
勢見積りに関する将来予測機能の整備を行う。

6　機動展開能力・国民保護
島嶼部への侵攻阻止に必要な部隊等を南西地域に迅

速かつ確実に輸送するため、輸送船舶（中型級船舶
（LSV）、小型級船舶（LCU）及び機動舟艇）、輸送機
（C-2）、空中給油・輸送機（KC-46A等）、輸送・多用
途ヘリコプター（CH-47J／JA、UH-2）等の各種輸送
アセットの取得を推進する。また、海上輸送力を補完
するため、車両及びコンテナの大量輸送に特化した民
間資金等活用事業（PFI）船舶を確保する。

南西地域への輸送における自己完結性を高めるた
め、輸送車両（コンテナトレーラー）及び荷役器材

（大型クレーン、大型フォークリフト等）を取得する。
また、港湾規模に制約のある島嶼部への輸送の効率性
を高めるため、揚陸支援システムの研究開発を進め
る。同時に、輸送を必要とする補給品の南西地域への
備蓄により、輸送所要を軽減する取組を講じる。

また、自衛隊の機動展開や国民保護の実効性を高め
るために、平素から各種アセット等の運用を適切に行
えるよう、政府全体として、特に南西地域における空
港・港湾等を整備・強化する施策に取り組むととも
に、既存の空港・港湾等を運用基盤として使用するた
めに必要な措置を講じる。さらに、自衛隊の機動展開
のための民間船舶・航空機の利用の拡大について関係
機関等との連携を深めるとともに、当該船舶・航空機
に加え自衛隊の各種輸送アセットも利用した国民保護
措置を計画的に行えるよう調整・協力する。その際、
政府全体として、武力攻撃事態等を念頭に置いた国民
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保護訓練の強化や様々な種類の避難施設の確保を行
う。また、国民保護にも対応できる自衛隊の部隊の強
化、予備自衛官の活用等の各種施策を推進する。

7　持続性・強靱性
（1）弾薬等の整備

12式地対艦誘導弾能力向上型等のスタンド・オ
フ・ミサイル、弾道ミサイル防衛用迎撃ミサイル

（SM-3ブロックⅡA）、能力向上型迎撃ミサイル
（PAC-3MSE）、長距離艦対空ミサイル（SM-6）、03
式中距離地対空誘導弾（改善型）能力向上型等の各
種弾薬について、必要な数量を早期に整備する。加
えて、早期かつ安定的に弾薬を量産するために、防
衛産業による国内製造態勢の拡充等を後押しする。
さらに、弾薬の維持整備体制の強化を図る。

また、増加する弾薬の保管所要に対応するため、
火薬庫の増設及び不用弾薬の廃棄を促進する。

（2）燃料等の確保
自衛隊が行う作戦に必要な燃料所要量を早期かつ

安定的に確保するため、燃料タンクの新規整備及び
民間燃料タンクの借り上げを実施する。加えて、糧
食・被服の必要数量を確保する。

（3）防衛装備品の可動数向上
防衛装備品の高度化・複雑化に対応しつつ、リー

ドタイムを考慮した部品費と修理費の確保により、
部品不足による非可動を解消し、2027年度までに
装備品の可動数を最大化する。

このため、需給予測の精緻化を図るとともに、部
隊が部品を受け取るまでの時間を短縮化するため、
補給倉庫の改修を進める。可動数の増加に当たって
は、限られた資源を有効に活用するため、維持整備
等の部外委託を推進するなど、部外力を活用する。
加えて、後方支援分野においてもデジタルトランス
フォーメーション（DX）の導入を推進し、維持整
備の最適化を図る。また、維持整備に係る成果の達
成に応じて対価を支払う契約方式（PBL）等を含む
包括契約の拡大を図る。

（4）施設整備
スタンド・オフ・ミサイルを始めとした各種弾薬

の取得に連動して、必要となる火薬庫を整備する。
また、火薬庫の確保に当たっては、各自衛隊の効率
的な協同運用、米軍の火薬庫の共同使用、弾薬の抗
たん性の確保の観点から島嶼部への分散配置を追
求、促進する。

主要な装備品、司令部等を防護し、粘り強く戦う
態勢を確保するため、主要司令部等の地下化・構造
強化・電磁パルス（EMP）攻撃対策、戦闘機用の
分散パッド、アラート格納庫のえん体化、ライフラ
イン多重化等を実施する。あわせて、省人化を図り
つつ、基地警備機能を強化する。

また、無人アセット等の新たな装備品を効率的に

運用可能な施設整備を行う。
既存施設の更新に際しては、爆発物、核・生物・

化学兵器、電磁波、ゲリラ攻撃等に対する防護性能
を付与するものとし、施設の機能・重要度に応じた
構造強化、離隔距離確保のための再配置、集約化等
を実施する。

大規模災害時等における自衛隊施設の被災による
機能低下を防ぐため、被害想定が甚大かつ運用上重
要な駐屯地・基地等から、津波等の災害対策等を推
進する。今後、気候変動に伴う各種課題へ適応・対
応し、的確に任務・役割を果たしていけるよう、駐
屯地・基地等の施設及びインフラの強靱化等を進め
る。

こうした施設整備は、関係省庁や民間の知見を活
用しつつ、5年間で集中して、円滑に執行していく。

Ⅲ　自衛隊の体制等
計画の方針に基づき、各自衛隊の体制等を1から5ま

でのとおり整備する。
1　統合運用体制
（1）各自衛隊の統合運用の実効性の強化に向けて、

平素から有事まであらゆる段階においてシームレス
に領域横断作戦を実現できる体制を構築するため、
常設の統合司令部を創設する。この際、我が国を取
り巻く安全保障環境が急速に厳しさを増しているこ
とを踏まえ、速やかに当該司令部を創設するととも
に、共同の部隊を含め、各自衛隊の体制の在り方を
検討する。

（2）サイバー領域における更なる能力向上のため、
防衛省・自衛隊のシステム・ネットワークを常時継
続的に監視するとともに、我が国へのサイバー攻撃
に際して当該攻撃に用いられる相手方によるサイ
バー空間の利用を妨げる能力等、サイバー防衛能力
を抜本的に強化し得るよう、共同の部隊としてサイ
バー防衛部隊を保持する。

（3）また、南西地域への機動展開能力を向上させる
ため、共同の部隊として海上輸送部隊を新編する。

2　陸上自衛隊
（1）保有すべき防衛力の水準

ア　作戦基本部隊に関して、南西地域における防衛
体制を強化するため、第15旅団を師団に改編す
るとともに、各種事態に即応し、実効的かつ機動
的に抑止及び対処し得るよう、その他の8個師団、
5個旅団、1個機甲師団については機動運用を基
本とする。また、専門的機能を備えた空挺部隊、
水陸機動部隊、空中機動部隊を機動的に運用す
る。

この際、良好な訓練環境を踏まえ、統合輸送能
力により迅速に展開・移動させることを前提とし
て、高い練度を維持した1個師団、2個旅団、1個
機甲師団を北海道に配置する。
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こうした施策の前提として、組織の最適化を徹
底するとともに、中長期的な体制の在り方を検討
する。

イ　スタンド・オフ防衛能力を強化するため、12
式地対艦誘導弾能力向上型を装備した地対艦ミサ
イル部隊を保持するとともに、島嶼防衛用高速滑
空弾を装備した部隊、島嶼防衛用高速滑空弾（能
力向上型）及び極超音速誘導弾を装備した長射程
誘導弾部隊を新編する。

ウ　多様な経空脅威から重要拠点等を防護するた
め、03式中距離地対　空誘導弾（改善型）能力
向上型を装備した高射特科部隊を保持する。

（2）基幹部隊の見直し等
ア　領域横断作戦能力を強化するため、対空電子戦

部隊を新編するとともに、島嶼部の電子戦部隊を
強化する。さらに、情報収集、攻撃機能等を保持
した多用途無人航空機部隊を新編する。また、サ
イバー戦や電子戦との連携により、認知領域を含
む情報戦において優位を確保するための部隊を新
編する。

イ　持続性・強靱性を強化するため、南西地域に補
給処支処を新編するとともに、補給統制本部を改
編し、各補給処を一元的に運用することで後方支
援体制を強化する。

ウ　スタンド・オフ防衛能力、サイバー領域等にお
ける能力の強化に必要な増員所要を確保するた
め、即応予備自衛官を主体とする部隊を廃止し、
同部隊所属の常備自衛官を増員所要に充てる。ま
た、即応予備自衛官については、補充要員として
管理する。

3　海上自衛隊
（1）保有すべき防衛力の水準

ア　平素からの周辺海域における常時継続的かつ重
層的な情報収集・警戒監視態勢の保持に資すると
ともに、安定した経済活動の基盤となる海上交通
の安全確保、各国との安全保障協力等のための海
外展開の実施等、増加する活動量に対応し得るよ
う、哨戒艦等の導入により増強された水上艦艇部
隊を保持する。また、有事においては、我が国の
領域及び周辺海域を防衛するとともに、所要の海
上交通の安全を確保するため、対潜水艦戦、対水
上戦、対機雷戦等の各種作戦を有効かつ持続的に
遂行し得るよう、増強及び強化された護衛艦部
隊、掃海艦艇部隊を保持するとともに、強化され
た哨戒ヘリコプター部隊を保持する。加えて、主
に弾道ミサイル防衛に従事するイージス・システ
ム搭載艦を整備する。

イ　平素からの周辺海域における常時継続的かつ重
層的な情報収集・警戒監視態勢の保持に資すると
ともに、有事においては、領域横断作戦の中でも

重要な水中優勢を獲得・維持し得るよう、強化さ
れた潜水艦部隊を保持する。

ウ　平素からの周辺海域における常時継続的かつ重
層的な情報収集・警戒監視態勢の保持に資すると
ともに、有事においては、平素からの活動に加
え、偵察、ターゲティング及び対潜水艦戦を始め
とする各種作戦を有効かつ持続的に遂行し得るよ
う、強化された固定翼哨戒機部隊を保持する。

（2）基幹部隊の見直し等
ア　認知領域を含む情報戦への対応能力を強化し、

迅速な意思決定が可能な態勢を整備するため、所
要の研究開発を実施するとともに、情報、サイ
バー、通信、気象海洋等といった機能・能力を有
する部隊を整理・集約し、総合的に情報戦を遂行
するため、体制の在り方を検討した上で海上自衛
隊情報戦基幹部隊を新編する。

イ　重層的な警戒監視態勢を構築するとともに水中
及び海上優勢の確保や人的資源の損耗を低減させ
る た め、 各 種 無 人 ア セ ッ ト（ 滞 空 型 無 人 機

（UAV）、既存艦艇の活用を含む無人水上航走体
（USV）、無人水中航走体（UUV）等）を導入す
るとともに、無人機部隊を新編する。

ウ　統合運用体制の下、高い迅速性と活動量を求め
られる部隊運用を持続的に遂行可能な体制を構築
するため、基幹部隊の体制の見直し等に着手し、
所要の改編等を実施する。

エ　統合任務部隊を運用し得る自衛艦隊等の司令部
の継戦能力を向上させるとともに、部隊運用の持
続性・強靱性を確保するためのロジスティクスに
係る態勢の見直し等に着手し、必要な措置を講じ
る。

オ　護衛艦（DDG・DD・FFM）等に12式地対艦
誘導弾能力向上型等のスタンド・オフ・ミサイル
を搭載する。

カ　上記のオに加え、水中優勢獲得のための能力強
化として、潜水艦（SS）に垂直ミサイル発射シ
ステム（VLS）を搭載し、スタンド・オフ・ミサ
イルを搭載可能とする垂直発射型ミサイル搭載潜
水艦の取得を目指し開発する。

キ　就役から相当年数が経過し、拡張性等に限界が
ある艦艇等の早期除籍等を図り、省人化した護衛
艦（FFM）等を早期に増勢する。加えて、分散
機動運用等の多様な作戦を可能にするため、防空
中枢艦を増勢するとともに、護衛艦（DDG・
DD・FFM）の防空能力、電子戦能力等の能力を
向上させる。さらに、機雷戦能力を強化するた
め、掃海用無人アセットを管制する掃海艦艇を増
勢するとともに、洋上における後方支援能力強化
のため、補給艦を増勢する。また、有事における
航空攻撃への対処等のため、戦闘機（F-35B）の
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運用が可能となるよう、護衛艦（「いずも」型）
の改修を推進する。

ク　能力向上した固定翼哨戒機（P-1）及び哨戒ヘ
リコプター（SH-60K（能力向上型））の整備を進
めるとともに、固定翼哨戒機の電子戦、対艦攻撃
等の能力を向上させる。

4　航空自衛隊
（1）保有すべき防衛力の水準

ア　太平洋側の広大な空域を含む我が国周辺空域を
常時継続的に警戒監視するとともに、我が国に飛
来する弾道ミサイルに加え、極超音速滑空兵器

（HGV）等の新たな経空脅威を探知・追尾し得る
固定式警戒管制レーダーを備えた警戒管制部隊の
ほか、いわゆるグレーゾーン事態等の情勢緊迫時
において、より広域で長期間にわたり我が国周辺
の空域における警戒監視・管制を有効に行うた
め、増強された警戒航空部隊から構成される航空
警戒管制部隊を保持する。

イ　戦闘機とその支援機能が一体となって我が国の
防空等を総合的な態勢で行うため、質・量ともに
大幅に洗練・増強された戦闘機部隊を保持する。
また、戦闘機部隊等が我が国周辺空域等で高烈度
化する各種航空作戦において粘り強く戦闘を継続
するため、増強された空中給油・輸送部隊及び航
空救難部隊を保持する。

ウ　部隊等の機動展開、国際平和協力活動等を効果
的に実施するため、増強された航空輸送部隊を保
持する。

エ　重要地域の防空を実施する上で陸上自衛隊の地
対空誘導弾部隊と連携するとともに、弾道ミサイ
ル攻撃から我が国を多層的に防護する際に終末段
階で対処する機能を備え、多様化・複雑化する経
空脅威に対応するため、増強された高射部隊を保
持する。

オ　宇宙空間の安定的利用を確保するため、宇宙領
域把握（SDA）能力を増強した宇宙領域専門部
隊を保持する。

カ　我が国から比較的離れた地域での情報収集や事
態が緊迫した際の空中での常時継続的な監視を実
施するため、無人機部隊を保持する。

（2）基幹部隊の見直し等
ア　我が国の航空戦力の質・量を更に洗練・強化す

るため、近代化改修に適さない戦闘機（F-15）に
ついて、戦闘機（F-35A及びF-35B）への代替
ペースを加速させる。また、近代化改修を行った
戦闘機（F-15）について、電子戦能力の向上、ス
タンド・オフ・ミサイルの搭載、搭載ミサイル数
の増加等の能力向上を引き続き行う。さらに、戦
闘機（F-2）については、スタンド・オフ防衛能
力の強化の観点から、12式地対艦誘導弾能力向

上型の搭載能力等を付与するため、計2個飛行隊
分の能力向上事業を推進する。加えて、航空戦力
の量的強化を更に進めるため、2027年度までに
必要な検討を実施し、必要な措置を講じる。この
際、無人機（UAV）の活用可能性について調査
を行う。

イ　次期戦闘機について、戦闘機（F-2）の退役が
見込まれる2035年度までに、将来にわたって航
空優勢を確保・維持することが可能な戦闘機を配
備できるよう、改修の自由や同盟国との相互運用
性を確保しつつ、英国及びイタリアと次期戦闘機
の共同開発を推進する。この際、戦闘機そのもの
に加え、無人機（UAV）等を含むシステムにつ
いても、国際協力を視野に開発に取り組む。

ウ　さらに、戦闘機（F-35）や次期戦闘機といった
最先端の戦闘機のパイロットの効率的な育成のた
め、地上教育及び練習機による飛行訓練を教育シ
ステムとして一体化することも含め、あるべき教
育体系について検討の上、必要な措置を講じる。

エ　粘り強く戦闘を継続するため、各所に機動分散
運用を実施し得るよう、展開基盤の迅速な整備等
を行う体制を構築する。また、航空戦力を我が国
への侵攻正面に柔軟に集中・指向し得るよう、航
空戦力の運用の在り方について必要な検討を行
う。

オ　高烈度な航空作戦にも対応し、また、粘り強く
戦闘を継続する観点から、空中給油機能を強化す
るため、空中給油・輸送機（KC-46A等）を増勢
するとともに、救難機（UH-60J）を更新する。
また、太平洋側の広大な空域を含む我が国周辺空
域における防空態勢を強化するため、太平洋側の
島嶼部等への移動式警戒管制レーダー等の整備を
推進するとともに、早期警戒機（E-2D）を増勢
する。陸上部隊等の迅速な機動展開等を実施する
ため、輸送機（C-2）を整備する。

カ　スタンド・オフ・ミサイルの運用能力を向上さ
せるため、相手の脅威圏内において目標情報を継
続的に収集し得る無人機（UAV）を導入するほ
か、部隊の任務遂行に必要な情報機能の強化のた
め、空自作戦情報基幹部隊を新編する。

キ　多様化・複雑化する経空脅威に対応するため、
地対空誘導弾ペトリオット・システム等の能力向
上を引き続き進める。

ク　宇宙作戦能力を強化するため、宇宙領域把握
（SDA）態勢の整備を着実に推進し、将官を指揮
官とする宇宙領域専門部隊を新編するとともに、
航空自衛隊を航空宇宙自衛隊とする。

5　組織定員の最適化
2027年度末の常備自衛官定数については、2022年

度末の水準を目途とし、陸上自衛隊、海上自衛隊及び
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航空自衛隊それぞれの常備自衛官定数は組織定員の最
適化を図るため、適宜見直しを実施することとする。
また、統合運用体制の強化に必要な定数を各自衛隊か
ら振り替えるとともに、海上自衛隊及び航空自衛隊の
増員所要に対応するため、必要な定数を陸上自衛隊か
ら振り替える。このため、おおむね2,000名の陸上自
衛隊の常備自衛官定数を共同の部隊、海上自衛隊及び
航空自衛隊にそれぞれ振り替える。

なお、2027年度末までは、自衛官の定数の総計を
増やさず、所要の施策を講じることで、必要な人員を
確保する。

Ⅳ　日米同盟の強化
1　日米防衛協力の強化

日米共同の統合的な抑止力を一層強化するため、平
素からの連携を図る態勢を構築するとともに、宇宙・
サイバー・電磁波を含む領域横断作戦に係る協力、相
互運用性を高めるための取組、我が国による反撃能力
の行使に係る協力、防空、対水上戦・潜水艦戦、機雷
戦、水陸両用作戦、空挺作戦、情報収集・警戒監視・
偵察・ターゲティング（ISRT）、アセットや施設の防
護、後方支援等における連携を推進する。また、より
高度かつ実践的な演習・訓練を通じて同盟の即応性や
相互運用性を始めとする対処力の向上を図る。

力による一方的な現状変更やその試み、更には各種
事態の生起を抑止するため、日米共同による、事態に
応じて柔軟に選択される抑止措置（FDO）、情報収
集・警戒監視・偵察（ISR）等を拡大・深化させると
ともに、平素から、日米双方の施設等の共同使用の増
加、訓練等を通じた日米の部隊の双方の施設等への展
開等を進める。また、日米間の調整機能を一層強化す
るとともに、日米同盟を中核とした同志国等との運用
面における緊密な調整を実現する。

あらゆる段階における日米共同での実効的な対処を
支える基盤を強化するため、日米間の情報共有を促進
するための情報保全及びサイバーセキュリティに係る
取組を強化するとともに、先端技術に関する共同分析
や共同研究、装備品の共同開発・生産、相互互換性の
向上、各種ネットワークの共有及び強化、米国製装備
品の国内における生産・整備能力の拡充、サプライ
チェーンの強化に係る取組等、装備・技術協力を一層
強化する。

2　在日米軍の駐留を支えるための施策の着実な実施
在日米軍の安定的なプレゼンスを支えるだけでな

く、日米同盟の抑止力・対処力を強化していく観点か
ら、「同盟強靱化予算」を始めとする在日米軍の駐留
に関連する経費を安定的に確保する。

Ⅴ　同志国等との連携
我が国にとって望ましい安全保障環境を創出すること

は、我が国の防衛の根幹に関わり、また、我が国の防衛
そのものに資する極めて重要かつ不可欠な取組であると

の認識の下、自由で開かれたインド太平洋というビジョ
ンも踏まえつつ、二国間・多国間の防衛協力・交流を一
層推進する。特に、国家防衛戦略に示す同志国等との連
携の方針を踏まえ、ハイレベル交流、政策対話、軍種間
交流、連絡官等の人的交流に加え、自衛隊と各国軍隊と
の相互運用性の向上や我が国のプレゼンスの強化等を目
的として、地域の特性や相手国の実情を考慮しつつ、戦
略的寄港・寄航、共同訓練・演習、装備・技術協力、能
力構築支援、国際平和協力活動等といった具体的な取組
を各軍種の特性に応じ適切に組み合わせて、戦略的に実
施する。

こうした防衛協力・交流の意義を踏まえ、より相互に
連携し、具体的かつ踏み込んだ取組を行うべく、業務要
領の改善、体制の整備、処遇を含む制度の見直しや秘匿
回線を含む各国とのホットラインの整備といった基盤の
整備等を進めるとともに、部隊運用に際して、防衛協
力・交流に関する所要を一層反映していく。また、防衛
協力・交流に係る取組を実施するに当たっては、関係省
庁との連携、諸外国や非政府組織、民間部門等との連携
を図るとともに、取組について戦略的に発信する。その
際、特に以下を重視する。
1　共同訓練・演習

防衛協力・交流としての意義も十分に踏まえつつ、
ロジスティクス協力を含む二国間・多国間の共同訓
練・演習を積極的に推進する。これにより、望ましい
安全保障環境の創出に向けた我が国の意思と能力を示
すとともに、各国との相互運用性の向上や他国との関
係強化等を図る。

2　装備・技術協力
装備品に関する協力は、構想から退役まで半世紀以

上に及ぶ取組であることを踏まえ、防衛装備の海外移
転や国際共同開発を含む、装備・技術協力の取組の強
化を通じ、相手国軍隊の能力向上や相手国との中長期
にわたる関係の維持・強化を図る。特に、防衛協力・
交流、訓練・演習、能力構築支援等の他の取組とも組
み合わせることで、これを効果的に進める。その際、
就役から相当年数が経過し、拡張性等に限界がある装
備品の早期用途廃止、早期除籍等の活用による同志国
への移転を検討する。

3　能力構築支援
インド太平洋地域の各国軍隊等に対し、能力構築支

援の取組を一層強化し、我が国にとって望ましい安全
保障環境の創出を目指すとともに、支援対象国との関
係強化も推進する。その際、外交政策との調整を十分
図るほか、米国、オーストラリア等の同盟国・同志国
等とも緊密に連携することで、最大の効果が得られる
ように努める。東南アジア諸国等に対するものに加
え、太平洋島嶼国に対する能力構築支援を拡充する。

Ⅵ　防衛力を支える要素
1　訓練・演習
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各種事態発生時に効果的に対処し、抑止力の実効性
を高めるため、自衛隊の統合訓練・演習や日米の共同
訓練・演習に加え、オーストラリア、インド、欧州・
東南アジア諸国等との二国間、多国間の訓練・演習に
ついても計画的かつ目に見える形で実施し、力による
一方的な現状変更やその試みは認められないとの意思
と能力を示していく。その際、事態に応じて柔軟に選
択される抑止措置（FDO）としての訓練・演習等の
充実強化を図るとともに、円滑化協定（RAA）の整
備等を踏まえ、海外の良好な訓練環境を活かした訓練
内容の充実や新たな訓練の実施を図る。

また、有事において、部隊等の能力を最大限発揮す
るため、北海道を始めとする国内の演習場等を整備
し、その活用を拡大するとともに、国内において必要
な訓練基盤の整備・充実を着実に進める。米軍施設・
区域の自衛隊による共同使用や民間の空港、港湾施設
等の利用拡大を図るとともに、南西地域の島嶼部等に
部隊を迅速に展開するための訓練を強化し、島嶼部に
おける外部からの武力攻撃に至らない侵害や武力攻撃
に適切に対応するため、警察、海上保安庁、消防、地
方公共団体等との共同訓練、国民保護訓練等を強化す
る。

こうした訓練を拡大していくためには、関係する地
方公共団体や地元住民の理解や協力を得る必要がある
ため、訓練の安全確保に万全を期しつつ、北海道を始
めとする国内の演習場等を含め、訓練基盤の周辺環境
への配慮をしていく。

2　海上保安庁との連携・協力の強化
あらゆる事態に適切に対応するため、海上保安庁と

の連携・協力を一層強化する。このため、海上保安庁
との情報共有・連携体制を深化するとともに、武力攻
撃事態時における防衛大臣による海上保安庁の統制要
領の作成や共同訓練の実施を含め、各種の対応要領や
訓練の充実を図る。

3　地域コミュニティーとの連携
自衛隊及び在日米軍が、平素からシームレスかつ効

果的に活動できるよう、自衛隊施設及び米軍施設周辺
の地方公共団体や地元住民の理解及び協力をこれまで
以上に獲得していく。日頃から防衛省・自衛隊の政策
や活動、在日米軍の役割に関する積極的な広報を行
い、地元に対する説明責任を果たしながら、地元の要
望や情勢に応じた調整を実施する。同時に、騒音等へ
の対策を含む防衛施設周辺対策事業についても、我が
国の防衛への協力促進という観点も踏まえ、引き続き
推進する。また、各種事態において自衛隊が迅速かつ
確実に活動を行うため、地方公共団体、警察・消防等
の関係機関との連携を一層強化する。

地方によっては、自衛隊の部隊の存在が地域コミュ
ニティーの維持・活性化に大きく貢献し、あるいは、
自衛隊による急患輸送が地域医療を支えている場合等

が存在することを踏まえ、部隊の改編や駐屯地・基地
等の配置・運営に当たっては、地方公共団体や地元住
民の理解を得られるよう、地域の特性に配慮する。ま
た、中小企業者に関する国等の契約の方針を踏まえ、
効率性にも配慮しつつ、地元中小企業の受注機会の確
保を図るなど、地元経済に寄与する各種施策を推進す
る。

4　政策立案機能の強化等
自衛隊が能力を十分に発揮し、厳しさ、複雑さ、ス

ピード感を増す戦略環境に対応するためには、宇宙・
サイバー・電磁波領域を含め、戦略的・機動的な防衛
政策の企画立案が必要とされており、その機能を抜本
的に強化していく。この際、有識者から政策的な助言
を得るための会議体を設置する。また、自衛隊の将来
の「戦い方」とそのために必要な先端技術の活用・育
成・装備化について、関係省庁や民間の研究機関、防
衛産業を中核とした企業との連携を強化しつつ、戦略
的な観点から総合的に検討・推進する態勢を強化す
る。さらに、こうした取組を推進し、政策の企画立案
を支援するため、防衛研究所を中心とする防衛省・自
衛隊の研究体制を見直し・強化し、知的基盤としての
機能を強化する。

また、国民が安全保障政策に関する知識や情報を正
確に認識できるよう教育機関等への講師派遣、公開シ
ンポジウムの充実等を通じ、安全保障教育の推進に寄
与するほか、安全保障に係る研究成果等への国民のア
クセスが向上するよう効率的かつ信頼性の高い情報発
信に努めるとともに、多様化が進むソーシャルネット
ワークの一層の活用や、外国語によるものも含む情報
発信の能力を高める各種施策を推進する。また、防衛
研究所を中心とする防衛省・自衛隊の研究・教育機能
を一層強化するため、国内外の研究・教育機関や大
学、シンクタンク等とのネットワーク及び組織的な連
携を拡充する。

Ⅶ　国民の生命・身体・財産の保護・国際的な安全保障協
力への取組
1　大規模災害等への対応

南海トラフ巨大地震等の大規模自然災害や原子力災
害を始めとする特殊災害といった各種の災害に際して
は、統合運用を基本としつつ、十分な規模の部隊を迅
速に輸送・展開して初動対応に万全を期すとともに、
無人機（UAV）（狭域用）汎用型、ヘリコプター衛星
通信システム、人命救助システム及び非常用電源の整
備を始めとする対処態勢を強化するための措置を講じ
る。

また、関係省庁、地方公共団体及び民間部門と緊密
に連携・協力しつつ、各種の訓練・演習の実施や計画
の策定、被災時の代替機能、展開基盤の確保等の各種
施策を推進する。

さらに、原子力発電所が多数立地する地域等におい
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て、関係機関と連携して訓練を実施し、連携要領を検
証するとともに、原子力発電所の近傍における展開基
盤の確保等について検討の上、必要な措置を講じる。

2　海洋安全保障及び既存の国際的なルールに基づく空
の利用に関する取組

開かれ安定した海洋及び既存の国際的なルールに基
づく空の利用は、海洋国家である我が国の平和と繁栄
の基礎という認識の下、自由で開かれたインド太平洋
というビジョンも踏まえ、海洋安全保障及び既存の国
際的なルールに基づく空の利用について認識を共有す
る諸外国との共同訓練・演習、装備・技術協力、能力
構築支援、情報共有等の様々な機会を捉えた艦艇や航
空機の寄港・寄航等の取組を推進する。これにより、
海洋秩序及び既存の国際的なルールに基づく空の利用
の安定のための我が国の意思と能力を積極的かつ目に
見える形で示す。

3　国際平和協力活動等
国際平和協力活動等については、平和安全法制も踏

まえ、派遣の意義、派遣先国の情勢、我が国との政治
的・経済的関係等を総合的に勘案しながら、引き続き
推進する。特に、これまでに蓄積した経験をいかしつ
つ、安全保障環境の改善に寄与するため、現地ミッ
ション司令部等への要員派遣、国連三角パートナー
シッププログラム（TPP）等の国連PKOに係る能力
構築支援、国連本部等への幕僚派遣等を積極的に推進
する。また、国際情勢の不安定化を踏まえ在外邦人等
の保護措置及び輸送に係るものを含め、国際的な活動
に係る体制を強化するため、中央即応連隊及び国際活
動教育隊の一体化による、高い即応性及び施設分野や
無人機運用等の高い技術力を有する国際活動部隊を新
編する。

国際平和協力センターにおける教育内容を拡充する
とともに、国際平和協力活動等における関係省庁や諸
外国、非政府組織等との連携・協力の重要性を踏ま
え、同センターにおける自衛隊員以外への教育を拡大
するなど、教育面での連携の充実を図る。

なお、ジブチにおいて海賊対処のために運営してい
る自衛隊の活動拠点について、中東・アフリカ地域に
おける在外邦人等の保護措置及び輸送等に際する活用
を含め地域における安全保障協力等のための長期的・
安定的な活用のため、老朽化した設備の更新や施設の
整備を推進する。

Ⅷ　早期装備化のための新たな取組
スタンド・オフ防衛能力、海洋アセット、ソフトキ

ル、無人アセット防衛能力、人工知能（AI）、次世代情
報通信、宇宙、デジタルトランスフォーメーション

（DX）、高出力エネルギー、情報戦といった分野のほか、
自衛隊の現在及び将来の戦い方に直結し得る分野のう
ち、特に政策的に緊急性・重要性の高いものについて、
防衛関連企業等から提案を受けて、又は、スタートアッ

プ企業や国内の研究機関等の技術を活用することによ
り、民生先端技術の取り込みも図りながら、着実に早期
装備化を実現する。そのため、早期装備化の障害となり
得る防衛省内の業務上の手続、契約方式等を柔軟に見直
すほか、運用実証・評価・改善等の集中的な反復を通じ
て、5年以内に装備化し、おおむね10年以内に本格運用
するための枠組みを新設する。
Ⅸ　いわば防衛力そのものとしての防衛生産・技術基盤

1　防衛生産基盤の強化
我が国の防衛産業は装備品のライフサイクルの各段

階を担っており、装備品と防衛産業は一体不可分であ
り、防衛生産・技術基盤はいわば防衛力そのものと位
置付けられるものである。

企業にとって、防衛事業は高度な要求性能や保全措
置への対応に多大な経営資源の投入を必要とする一方
で、収益性は調達制度上の水準より低く、現状では、
販路が自衛隊に限られ成長が期待されないなど産業と
しての魅力が乏しいこと、サプライチェーン上のリス
クやサイバー攻撃といった様々なリスクが顕在化して
いるなど、多様な課題を抱えている。

これらの課題に対応するため、各企業の防衛事業に
対する品質管理、コスト管理、納期管理等を評価して
企業のコストや利益を適正に算定する方式を導入し、
防衛産業の魅力化を図る。また、企画提案方式等、企
業の予見可能性を図りつつ、国内基盤を維持・強化す
る観点を一層重視した装備品の取得方式を採用してい
く。有償援助（FMS）調達する装備品についても、
国内企業の参画を促進するための取組を行うととも
に、合理化・効率化に努める。

様々なリスクへの対応や防衛生産基盤の維持・強化
のため、製造等設備の高度化、サイバーセキュリティ
強化、サプライチェーン強靱化、事業承継といった企
業の取組に対し、適切な財政措置、金融支援等を行う。

サプライチェーンリスクを把握するため、サプライ
チェーン調査を実施する。新規参入を促進することで
サプライチェーン強靱化と民生先端技術の取り込みを
図る。さらに、同盟国・同志国等の防衛当局と協力し
てサプライチェーンの相互補完を目指す。これによ
り、安定的な調達に資するサプライチェーンの強靱化
を行っていく。

サイバー攻撃を含む諸外国の情報活動等からの情報
保護は、防衛生産及び国際装備・技術協力の前提であ
り、防衛産業サイバーセキュリティ基準の防衛産業に
おける着実な実施、防衛産業保全マニュアルを策定・
適用するための施策を講じるとともに、産業保全制度
の強化を行う。また、特許出願非公開制度等の経済安
全保障施策と連携した機微技術管理を実施する。

2　防衛技術基盤の強化
将来の戦い方に必要な研究開発事業を特定し、装備

品の取得までの全体像を整理することにより、研究開
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発プロセスにおける各種取組による早期装備化を実現
する。将来の戦い方を実現するための装備品を統合運
用の観点から体系的に整理した統合装備体系も踏ま
え、将来の戦い方に直結する以下（1）から（6）まで
の装備・技術分野に集中的に投資を行うとともに、従
来装備品の能力向上等も含めた研究開発プロセスの効
率化や新しい手法の導入により、研究開発に要する期
間を短縮し、早期装備化につなげていく。その際、成
果の見込みが低い研究開発については、速やかに事業
廃止する仕組みを構築する。

将来にわたって技術的優越を確保し、他国に先駆
け、先進的な能力を実現するため、民生先端技術を幅
広く取り込む研究開発や海外技術を活用するための国
際共同研究開発を含む技術協力を追求及び実施すると
ともに、防衛用途に直結し得る技術を対象に重点的に
投資し、早期の技術獲得を目指す。その際、関係省庁
におけるプロジェクトとの連携、その成果の積極活用
を進める。

以上を踏まえ、政策部門、運用部門及び技術部門が
一体となった体制で、将来の戦い方の検討と先端技術
の活用に係る施策を推進する。

我が国の科学技術力を結集する観点から、防衛省が
重視する技術分野や研究開発の見通しを戦略的に発信
し、企業等の予見可能性を高める。加えて、防衛イノ
ベーションや画期的な装備品等を生み出す機能を抜本
的に強化するため、防衛装備庁の研究開発関連組織の
スクラップ・アンド・ビルドにより、2024年度以降
に新たな研究機関を防衛装備庁に創設するほか、研究
開発体制の充実・強化を実行する。さらに、先端技術
に関する取組を効果的に実施する観点から、国内の研
究機関のほか、米国・オーストラリア・英国といった
同盟国・同志国との技術協力を強力に推進する。

開発段階から装備移転を見越した装備品の開発や、
自衛隊独自仕様の見直しを推進する。装備品の開発に
当たっては、量産段階・維持整備段階のコスト低減を
考慮する。また、弾薬や車両等の従来技術について、
その生産・技術基盤を維持するための措置を講じる。

（1）スタンド・オフ防衛能力
我が国に侵攻してくる艦艇、上陸部隊等に対し

て、脅威圏の外から対処する能力を獲得する。
ア　12式地対艦誘導弾能力向上型（地上発射型・

艦艇発射型・航空機発射型）について開発を継続
し、地上発射型については2025年度まで、艦艇
発射型については2026年度まで、航空機発射型
については2028年度までの開発完了を目指す。

イ　高い隠密性を有して行動できる潜水艦から発射
可能な潜水艦発射型スタンド・オフ防衛能力の構
築を進める。

ウ　高高度・高速滑空飛しょうし、地上目標に命中
する島嶼防衛用高速滑空弾の研究を継続し、早期

装備型について2025年度までの事業完了を目指
すとともに、本土等のより遠方から、島嶼部に侵
攻する相手部隊等を撃破するための島嶼防衛用高
速滑空弾（能力向上型）を開発する。

エ　極超音速の速度域で飛行することにより迎撃を
困難にする極超音速誘導弾について、研究を推進
し2031年度までの事業完了を目指すとともに、
派生型の開発についても検討する。

オ　長射程化、低レーダー反射断面積（RCS）化、
高機動化を図りつつ、モジュール化による多機能
性を有した島嶼防衛用新対艦誘導弾を研究する。

（2）極超音速滑空兵器（HGV）等対処能力
既存装備品での探知や迎撃が困難である極超音速

滑空兵器（HGV）等に対処するための技術を獲得
する。
ア　巡航ミサイル等に加えて、極超音速滑空兵器
（HGV）や弾道ミサイル対処を可能とする03式中
距離地対空誘導弾（改善型）能力向上型を開発す
る。

イ　極超音速で高高度を高い機動性を有しながら飛
しょうする極超音速滑空兵器（HGV）に対処す
る、極超音速滑空兵器（HGV）対処用誘導弾シ
ステムの調査及び研究を実施する。

（3）ドローン・スウォーム攻撃等対処能力
脅威が急速に高まっているドローン・スウォーム

の経空脅威に対して、経済的かつ効果的に対処する
ための技術を獲得し、早期装備化を目指す。
ア　小型無人機（UAV）等の経空脅威を迎撃する

高出力レーザーの各種研究を継続する。
イ　高出力マイクロ波（HPM）を照射して小型無

人機（UAV）等を無力化する技術の研究を継続
する。

（4）無人アセット
防衛装備品の無人化・省人化を推進するため、既

存の装備体系・人員配置を見直しつつ、無人水中航
走体（UUV）等に係る技術を獲得する。
ア　管制型試験無人水中航走体（UUV）から被管

制用無人水中航走体（UUV）を管制する技術等
の研究を実施し、水中領域における作戦機能を強
化する。

イ　有人車両から複数の無人戦闘車両（UGV）を
コントロールする運用支援技術や自律的な走行技
術等に関する研究を実施する。

ウ　水上艦艇の更なる省人化・無人化を実現するた
め、無人水上航走体（USV）に関する技術等の
研究を継続する。

（5）次期戦闘機に関する取組
ア　次期戦闘機の英国及びイタリアとの共同開発を

着実に推進し、2035年度までの開発完了を目指
す。次期戦闘機等の有人機と連携する戦闘支援無
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人機（UAV）についても研究開発を推進する。
イ　これらの研究開発に際しては、我が国主導を実

現すべく、数に勝る敵に有効に対処できる能力を
保持することを前提に、将来にわたって適時適切
な能力向上が可能となる改修の自由や高い即応性
等を実現する国内生産・技術基盤を確保するもの
とする。

（6）その他抑止力・対処力の強化
ア　各種経空脅威への対処能力向上のための将来

レールガンに関する研　究を継続する。
イ　脅威となるレーダー等の電波器材に誤情報を付

与して複数の脅威が存在すると誤認させる欺まん
装置技術に関する研究を実施する。

ウ　複雑かつ高速に推移する戦闘様相に対して、人
工知能（AI）により行動方針を分析し、指揮官
の意思決定を支援する技術を装備品に反映するた
めの研究を行う。

エ　情報収集能力等を向上した多用機（EP-3）の
後継機となる次期電子情報収集機について必要な
検討を実施の上、研究開発を進める。

オ　警戒監視中の艦艇等から迅速に機雷を敷設する
ため、小型かつ遠隔から管制が可能な新型小型機
雷を開発する。

カ　極超音速誘導弾の要素研究の成果を活用した極
超音速地対空誘導弾の研究開発に着手する。

3　防衛装備移転の推進
防衛装備移転については、同盟国・同志国との実効

的な連携を構築し、力による一方的な現状変更や我が
国への侵攻を抑止するための外交・防衛政策の戦略的
な手段となるのみならず、防衛装備品の販路拡大を通
じた、防衛産業の成長性の確保にも効果的である。こ
のため、政府が主導し、官民の一層の連携の下に装備
品の適切な海外移転を推進するとともに、基金を創設
し、必要に応じた企業支援を行っていく。

4　各種措置と制度整備の推進
以上のような政策を実施するため、必要な予算措置

等、これに必要な法整備、及び政府系金融機関等の活
用による政策性の高い事業への資金供給を行うととも
に、その執行状況を不断に検証し、必要に応じて制度
を見直していく。

Ⅹ　防衛力の中核である自衛隊員の能力を発揮するための
基盤の強化
1　人的基盤の強化

防衛力の抜本的強化のためには、これまで以上に
個々の自衛隊員に知識・技能・経験が求められている
こと、また、領域横断作戦、情報戦等に確実に対処し
得る素養を身に着けた隊員を育成する必要があること
に留意しつつ、必要な自衛官及び事務官等を確保し、
更に必要な制度の検討を行うなど、人的基盤を強化し
ていく。その一環として、研究開発事業に係る職員を

確保し、技能等の能力を向上させる。この際、特にサ
イバー領域等を含む分野については、教育体制の強化
や民間人材の活用を図る。

このため、育児、出産及び介護といったライフイベ
ントを迎える中でも、全ての自衛隊員が能力を発揮で
きる環境を整備するとともに、自衛隊員へのリスキリ
ングを含め、採用から始まるライフサイクル全般に着
目した施策を総合的に講じる。

（1）採用の取組強化
少子化による募集対象人口の減少という厳しい採

用環境の中で優秀な人材を安定的に確保するため、
採用広報のデジタル化・オンライン化等を含めた多
様な募集施策を推進するとともに、地方協力本部の
体制強化や地方公共団体及び関係機関等との連携を
強化する。

また、任期制自衛官の魅力を向上する観点から、
自衛官候補生の在り方の見直し、任期満了後の再就
職、大学への進学等に対する支援の充実を図る。さ
らに、少子高学歴化を踏まえ、非任期制自衛官の採
用の拡大や大卒者等を含む採用層の拡大に向けた施
策を推進する。この際、貸費学生制度の拡充を通
じ、有為な人材の早期確保を図る。

さらに、サイバー領域等で活躍が見込まれる専門
的な知識・技能を有する人材を取り込むため、柔軟
な採用・登用が可能となる新たな自衛官制度を構築
するほか、自衛隊を退職した者を含む民間の人材を
活用するために必要な施策を講じる。

（2）予備自衛官等の活用
作戦環境の変化や自衛隊の任務が多様化する中

で、予備自衛官等が常備自衛官を効果的に補完する
ため、充足率の向上のみならず、予備自衛官等に係
る制度を抜本的に見直し、体制強化を図る。このた
め、即応予備自衛官及び予備自衛官が果たすべき役
割を再整理した上で、自衛官未経験者からの採用の
拡大や、年齢制限、訓練期間等について現行制度の
見直しを行う。

（3）人材の有効活用
女性隊員の採用や、意欲・能力・適性に応じた登

用を引き続き積極的に行うとともに、女性の活躍を
支える教育基盤の整備や、女性自衛官の増勢を見据
えた隊舎・艦艇等における女性用区画の計画的な整
備を行う。

また、知識・技能・経験等を豊富に備えた人材の
一層の活用を図るため、精強性にも配慮しつつ、自
衛官の定年年齢の引上げを行うとともに、再任用自
衛官が従事できる業務を大幅に拡大し、再任用によ
る退職自衛官の活用を強力に推進する。

中途退職者の抑制は急務であり、効果的な施策の
検討の資とするため、中途退職に関する自衛隊員の
意識等の調査を実施する。任務や勤務環境の特殊性
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も踏まえ、必要となる施策については不断に検討
し、講じていく。

（4）生活・勤務環境の改善等
ハラスメントは、自衛隊員相互の信頼関係を失墜

させ組織の根幹を揺るがす決してあってはならない
ものであるとの認識の下、ハラスメント防止に係る
有識者会議における検討結果等を踏まえた新たな対
策を確立し、全ての自衛隊員に徹底させる。さら
に、時代に即した対策が講じられるよう、その見直
しを継続的に行い、ハラスメントを一切許容しない
組織環境とする。

また、部隊の新編・改編や即応性を確保するため
に必要な宿舎の着実な整備を進めるほか、隊舎・宿
舎の近代化や予防保全を含む計画的な老朽化及び耐
震化のための対策を講じる。さらに、生活・勤務用
備品の所要数整備や確実な老朽更新、また、日用品
等の所要数の確実な確保といった隊員の生活・勤務
環境の改善を図る。この際、艦艇のように特殊な環
境であっても働きやすい環境となるよう留意する。
これらの施策により自衛隊員の士気向上を図る。

家庭との両立を支援する制度の整備・普及を始め
とするワークライフバランス確保の取組を進めると
ともに、隊員のニーズを踏まえた託児施設の整備、
緊急登庁時におけるこどもの一時預かり等の施策を
推進する。また、地方公共団体や関係団体等と連携
した家族支援施策を拡充する。

（5）人材の育成
より高度な領域横断作戦における統合運用に資す

る人材確保のため、統合幕僚学校や各自衛隊の幹部
学校等における統合教育を強化する。各自衛隊、防
衛大学校及び防衛研究所においては、部隊の中核と
なり得る優秀な人材の確保・輩出のため、サイバー
領域等を含む教育・研究の内容及び体制を強化す
る。また、陸上自衛隊高等工科学校については各自
衛隊の共同化及び男女共学化を実施する。

さらに、各自衛隊の相互補完を一層推進するた
め、教育課程の共通化を図るとともに、先端技術を
活用し、効果的かつ効率的な教育・研究を推進す
る。加えて、一元的な教育の実施及び教育効果の向
上のため、海上自衛隊第1術科学校及び第2術科学
校を統合するほか、いわゆる第5世代戦闘機操縦者
養成等のための飛行教育・練成訓練環境の最適化等
に資する初等練習機（T-7）・中等練習機（T-4）後
継機及び関連するシステムの整備等を実施する。

（6）処遇の向上及び再就職支援
自衛隊員の超過勤務の実態調査等を通じ、任務や

勤務環境の特殊性を踏まえた給与・手当とし、特に
艦艇やレーダーサイト等で厳しい任務に従事する隊
員を引き続き適正に処遇するとともに、反撃能力を
始めとする新たな任務の増加を踏まえた隊員の処遇

の向上を図る。諸外国の軍人の給与制度等を調査
し、今後の自衛官の給与等の在り方について検討す
る。自衛官として長年にわたり任務に精励した功績
にふさわしい栄典・礼遇に関する施策を進める。

また、若年定年制又は任期制の下にある自衛官の
退職後の生活基盤の確保は国の責務であることを踏
まえ、退職予定自衛官に対する進路指導体制や職業
訓練機会等を充実させるとともに、地方公共団体、
関係機関及び民間企業等との連携を強化するなど、
再就職支援の一層の充実・強化を図る。

2　衛生機能の変革
各種事態への対処や国内外における多様な任務に対

応し得るよう、各自衛隊で共通する衛生機能等を一元
化して統合衛生運用を推進するとともに、防衛医科大
学校も含めた自衛隊衛生の総力を結集できる態勢を構
築し、戦傷医療対処能力向上の抜本的改革を推進す
る。

有事において、危険を顧みずに任務を遂行する隊員
の生命・身体を救うため、第一線から後送先までの
シームレスな医療・後送態勢を確立することが必要で
ある。このため、応急的な措置を講じる第一線、戦傷
者を後送先病院まで輸送する各自衛隊の各種アセット
を有効に利用した後送間救護、最終後送先となる病院
それぞれの機能を強化していく必要がある。

まず、第一線救護については、実際に第一線で活動
を行う衛生隊員に准看護師及び救急救命士の資格取得
を推進するとともに、これらの養成基盤の更なる強化
を図る。また、第一線救護に引き続いて実施する緊急
外科手術に関して、新たに統合の教育課程を新設し、
計画的な要員の育成を図る。さらに、艦艇での洋上外
科手術についても上記課程修了者に必要な教育訓練を
実施し洋上医療の強化を図る。

航空後送間救護については、新たに航空後送間救護
のための訓練装置を導入し、傷病者搬送時の救護能力
向上のための教育訓練環境を整備する。これらの教育
訓練の実施に当たっては、各自衛隊間での共通化、統
合化を推進し、共通の知識・技能の向上を図る。

南西地域における衛生機能の強化に当たっては、自
衛隊那覇病院の機能及び抗たん性を拡充することが有
効と考えられることから、同病院の病床の増加、診療
科の増設、地下化等の機能強化を図る。その他の後送
先となる自衛隊病院についても、建替え等の機会を捉
え、同様の機能強化を図る。

衛生機能については、各自衛隊で共通する機能が多
いことから、衛生資器材の整備について、各自衛隊間
の相互運用性を考慮して共通化を推進する。また、医
療・後送に際して必要となる各自衛隊員の医療情報を
自衛隊病院等において陸上自衛隊・海上自衛隊・航空
自衛隊の隊員の区別なくタイムリーに取得できるよ
う、隊員の身体歴情報を電子化し、各隊員の医療情報
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を速やかに検索・閲覧できる態勢を整える。
戦傷医療における死亡の多くは爆傷、銃創等による

失血死であり、これを防ぐためには輸血に使用する血
液製剤の確保が極めて重要であることから、自衛隊に
おいて血液製剤を自律的に確保・備蓄する態勢の構築
について検討する。また、血液製剤と並び戦傷医療に
おいて重要な医療用酸素の確保のため、酸素濃縮装置
等についても整備を行う。

さらに、防衛医科大学校においては、近年の医療技
術等の進展が著しい中、戦傷医療対処能力向上を始め
とした教育研究の強化を進めるとともに、臨床の現場
となる防衛医科大学校病院については、医官及び看護
官への高度な医療教育や自衛隊の衛生隊員の技能向上
を図るほか、戦傷者の受け入れに対応するため、運営
の抜本的改革を図るとともに、病院の建替え等の機会
を捉え、機能強化を図る。また、それを補完するもの
として、医官及び看護官の部外研修についてもその確
保に努める。

Ⅺ　最適化の取組
1　装備品

陸上自衛隊については、航空体制の最適化のため、
一部を除き師団・旅団の飛行隊を廃止し、各方面隊に
ヘリコプター機能を集約するとともに、対戦車・戦闘
ヘリコプター（AH）及び観測ヘリコプター（OH）
の機能を多用途／攻撃用無人機（UAV）及び偵察用
無人機（UAV）等に移管し、今後、用途廃止を進め
る。その際、既存ヘリコプターの武装化等により最低
限必要な機能を保持する。

海上自衛隊については、広域での洋上監視能力強化
のため、滞空型無人機（UAV）を取得することに伴
い、固定翼哨戒機（P-1）の取得数を一部見直す。護
衛艦（「いずも」型）への戦闘機（F-35B）の搭載等、
艦載所要の見直しにより、哨戒ヘリコプター（SH-60K

（能力向上型））の取得数を一部見直す。多用機
（U-36A）の用途廃止を進める。

航空自衛隊については、保有機種の最適化のため、
救難捜索機（U-125A）等の用途廃止を進める。

更なる装備品の効果的・効率的な取得の取組とし
て、長期契約の適用拡大による装備品の計画的・安定
的な取得を通じてコスト低減を図り、企業の予見可能
性を向上させ効率的な生産を促すことに加え、他国を
含む装備品の需給状況を考慮した調達、コスト上昇の
要因となる自衛隊独自仕様の絞り込み等により、装備
品のライフサイクルを通じたプロジェクト管理の実効
性を高める。

2　人員
統合運用体制強化に必要な定数を各自衛隊から振り

替えるとともに、海上自衛隊及び航空自衛隊の増員所
要に対応するために必要な定数を陸上自衛隊から振り
替える。このため、陸上自衛隊の常備自衛官定数のお

おむね2,000名を共同の部隊、海上自衛隊及び航空自
衛隊に振り替え、自衛隊の組織定員の最適化を図る。

また、自衛官の定数の総計を増やさず、既存部隊の
見直しや民間委託等の部外力の活用を進める。

Ⅻ　整備規模
この計画の下で抜本的に強化される防衛力の5年後と

おおむね10年後の達成目標は、別表1のとおりとする。
前記Ⅱ及びⅢに示す装備品のうち、主要なものの具体

的な整備規模は、別表2のとおりとする。
また、おおむね10年後における各自衛隊の主要な編

成定数、装備等の具体的規模については、別表3のとお
りとする。

ⅩⅢ　所要経費等
1　2023年度から2027年度までの5年間における本計

画の実施に必要な防衛力整備の水準に係る金額は、43
兆円程度とする。

2　本計画期間の下で実施される各年度の予算の編成に
伴う防衛関係費は、以下の措置を別途とることを前提
として、40兆5,000億円程度（2027年度は、8兆9,000
億円程度）とする。

（1）自衛隊施設等の整備の更なる加速化を事業の進
捗状況等を踏まえつつ機動的・弾力的に行うこと

（1兆6,000億円程度）。
（2）一般会計の決算剰余金が6の想定よりも増加し

た場合にこれを活用すること（9,000億円程度）。
なお、格段に厳しさを増す財政事情と国民生活に関

わる他の予算の重要性等を勘案し、国の他の諸施策と
の調和を図りつつ、防衛力整備の一層の効率化・合理
化を徹底し、重要度の低下した装備品の運用停止、費
用対効果の低いプロジェクトの見直し、徹底したコス
ト管理・抑制や長期契約を含む装備品の効率的な取得
等の装備調達の最適化、その他の収入の確保等を行う
こととし、上記剰余金が増加しない場合にあっては、
この取組を通じて実質的な財源確保を図る。

各年度の予算編成においては、情勢の変化等の不測
の事態にも対応できるよう配意するとともに、別表2
に示す装備品の整備を含め、各事業の進捗状況、実効
性、実現可能性を精査し、必要に応じてその見直しを
柔軟に行う。

3　この計画を実施するために新たに必要となる事業に
係る契約額（物件費）は、43兆5,000億円程度（維持
整備等の事業効率化に資する契約の計画期間外の支払
相当額を除く）とし、各年度において後年度負担につ
いても適切に管理することとする。

4　本計画期間中、2023年度から2027年度までの5年
間において、装備品の取得・維持整備、施設整備、研
究開発、システム整備等を集中的に実施するため、そ
の後の整備計画においては、これを適正に勘案した内
容とし、2027年度の水準を基に安定的かつ持続可能
な防衛力整備を進めるものとする。
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5　この計画については、中長期的な防衛と財政の見通
しを踏まえつつ、その時点における国際情勢、情報通
信技術を始めとする技術的水準の動向、防衛力強化の
裏付けとなる経済力・財政基盤の状況等の内外諸情勢
を勘案し、必要に応じ見直しを行う。

6　2027年度以降、防衛力を安定的に維持するための
財源、及び、2023年度から2027年度までの本計画を
賄う財源の確保については、歳出改革、決算剰余金の

活用、税外収入を活用した防衛力強化資金の創設、税
制措置等、歳出・歳入両面において所要の措置を講ず
ることとする。

ⅩⅣ　留意事項
沖縄県を始めとする地元の負担軽減を図るため、在日

米軍の兵力態勢見直し等についての具体的措置及び沖縄
に関する特別行動委員会（SACO）関連事業については、
着実に実施する。

別表1　抜本的に強化された防衛力の目標と達成時期
分　野 2027年度までの5年間（※） おおむね10年後まで

我が国への侵攻が生起する場合には、我が国が主たる責任を
もって対処し、同盟国等からの支援を受けつつ、これを阻
止・排除し得る防衛力を構築

左記防衛構想をより確実にするための更なる努力（より早
期・遠方で侵攻を阻止・排除し得る防衛力を構築）

スタンド・オフ
防衛能力 ●スタンド・オフ・ミサイルを実践的に運用する能力を獲得

●�より先進的なスタンド・オフ・ミサイルを運用する能力を
獲得
●必要かつ十分な数量を確保

統合防空ミサイル
防衛能力

●極超音速兵器に対処する能力を強化
●小型無人機（UAV）に対処する能力を強化

●広域防空能力を強化
●より効率的・効果的な無人機（UAV）対処能力を強化

無人アセット
防衛能力

●�無人機（UAV）の活用を拡大し、実践的に運用する能力
を強化 ●無人アセットの複数同時制御能力等を強化

領域横断作戦能力
●�宇宙領域把握（SDA）能力、サイバーセキュリティ能力、
電磁波能力等を強化

●領域横断作戦の基本となる陸・海・空の領域の能力を強化

●宇宙作戦能力を更に強化
●自衛隊以外の組織へのサイバーセキュリティ支援を強化
●無人機と連携する陸海空能力を強化

指揮統制・
情報関連機能

●�ネットワークの抗たん性を強化しつつ、人工知能（AI）等
を活用した意思決定を迅速化

●�認知領域の対応も含め、戦略・戦術の両面で情報を取得・
分析する能力を強化

●�人工知能（AI）等を活用し、情報収集・分析能力を強化し
つつ、常時継続的な情報収集・共有体制を強化

機動展開能力・
国民保護

●�自衛隊の輸送アセットの強化、PFI船舶の活用等により、
輸送・補給能力を強化（部隊展開・国民保護）

●輸送能力を更に強化
●補給拠点の改善等により、輸送・補給を迅速化

持続性・強靱性
●弾薬・誘導弾の数量を増加
●整備中以外の装備品が最大限可動する体制を確保
●有事に備え、主要な防衛施設を強靱化
●保管に必要な火薬庫等を確保

●弾薬・誘導弾の適正在庫を維持・確保
●可動率を維持
●防衛施設を更に強靱化
●弾薬所要に見合った火薬庫等を更に確保

防衛生産・
技術基盤

●�サプライチェーンの強靱化対策等により、強力な防衛生産
基盤を確立

●�将来の戦い方に直結する装備分野に集中投資するととも
に、研究開発期間を大幅に短縮し、早期装備化を実現

●革新的な装備品を実現し得る強力な防衛生産基盤を維持
●将来における技術的優位を確保すべく、技術獲得を追求

人的基盤

●�募集能力強化や新たな自衛官制度の構築等により、民間を
含む幅広い層から優秀な人材を必要数確保

●教育・研究を強化（サイバー等の新領域、統合、衛生）
●�隊舎・宿舎の老朽化や備品不足を解消し、生活・勤務環境
及び処遇を改善

●�募集対象者人口の減少の中でも、専門的な知識・技能を持
つ人材を含め、必要な人材を継続的・安定的に確保
●教育・研究を更に強化
●�全ての隊員が高い士気を持ちながら個々の能力を発揮でき
る組織環境を醸成

※�　現有装備品を最大限活用するため、弾薬確保や可動率向上、主要な防衛施設の強靱化への投資を加速するとともに、スタンド・オフ防衛能
力や無人アセット防衛能力等、将来の防衛力の中核となる分野の抜本的強化に重点。
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別表2
区　分 種　類 整備規模

（1）スタンド・オフ防衛能力

12式地対艦誘導弾能力向上型
（地上発射型、艦艇発射型、航空機発射型）
島嶼防衛用高速滑空弾
極超音速誘導弾
トマホーク

地上発射型
11個中隊

―
―
―

（2）統合防空ミサイル防衛能力

03式中距離地対空誘導弾（改善型）能力向上型
イージス・システム搭載艦
早期警戒機（E-2D）
弾道ミサイル防衛用迎撃ミサイル
（SM-3ブロックⅡA）
能力向上型迎撃ミサイル（PAC-3MSE）
長距離艦対空ミサイル

14個中隊
2隻
5機
―

―
―

（3）無人アセット防衛能力
各種UAV
USV
UGV
UUV

―
―
―
―

（4）領域横断作戦能力

護衛艦
潜水艦
哨戒艦
固定翼哨戒機（P-1）
戦闘機（F-35A）
戦闘機（F-35B）
戦闘機（F-15）の能力向上
スタンド・オフ電子戦機
ネットワーク電子戦システム（NEWS）

12隻
5隻
10隻
19機
40機
25機
54機
1機
2式

（5）指揮統制・情報関連機能 電波情報収集機（RC-2） 3機

（6）機動展開能力・国民保護
輸送船舶
輸送機（C-2）
空中給油・輸送機（KC-46A等）

8隻
6機
13機
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別表3（おおむね10年後）
区　分 将来体制

共同の部隊 サイバー防衛部隊
海上輸送部隊

1個防衛隊
1個輸送群

陸上自衛隊

常備自衛官定数 149,000人

基幹部隊

作戦基本部隊
9個師団
5個旅団

1個機甲師団
空挺部隊
水陸機動部隊
空中機動部隊

1個空挺団
1個水陸機動団

1個ヘリコプター団

スタンド・オフ・ミサイル部隊
7個地対艦ミサイル連隊

2個島嶼防衛用高速滑空弾大隊
2個長射程誘導弾部隊

地対空誘導弾部隊 8個高射特科群

電子戦部隊（うち対空電子戦部隊） 1個電子作戦隊
（1個対空電子戦部隊）

無人機部隊 1個多用途無人航空機部隊
情報戦部隊 1個部隊

海上自衛隊

基幹部隊

水上艦艇部隊（護衛艦部隊・掃海艦艇部隊）
潜水艦部隊
哨戒機部隊（うち固定翼哨戒機部隊）
無人機部隊
情報戦部隊

6個群（21個隊）
6個潜水隊

9個航空隊（4個隊）
2個隊
1個部隊

主要装備

護衛艦（うちイージス・システム搭載護衛艦）
イージス・システム搭載艦
哨戒艦
潜水艦
作戦用航空機

54隻（10隻）
2隻
12隻
22隻

約170機

航空自衛隊
主要部隊

航空警戒管制部隊

戦闘機部隊
空中給油・輸送部隊
航空輸送部隊
地対空誘導弾部隊
宇宙領域専門部隊
無人機部隊
作戦情報部隊

4個航空警戒管制団
1個警戒航空団（3個飛行隊）

13個飛行隊
2個飛行隊
3個飛行隊

4個高射群（24個高射隊）
1個隊

1個飛行隊
1個隊

主要装備 作戦用航空機（うち戦闘機） 　　　約430機（約320機）
（注）1　上記、陸上自衛隊の15個師・旅団のうち、14個師・旅団は機動運用を基本とする。

2　戦闘機部隊及び戦闘機数については、航空戦力の量的強化を更に進めるため、2027年度までに必要な検討を実施し、必要な措置を講
じる。この際、無人機（UAV）の活用可能性について調査を行う。
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	資料4	 国家安全保障戦略について
平成25年12月17日　国家安全保障会議決定

閣　　議　　決　　定
国家安全保障戦略について別紙のとおり定める。
本決定は、「国防の基本方針について」（昭和32年5月20

日国防会議及び閣議決定）に代わるものとする。
（別紙）

国家安全保障戦略
Ⅰ　策定の趣旨

政府の最も重要な責務は、我が国の平和と安全を維持
し、その存立を全うすることである。我が国の安全保障

（以下「国家安全保障」という。）をめぐる環境が一層厳
しさを増している中、豊かで平和な社会を引き続き発展
させていくためには、我が国の国益を長期的視点から見
定めた上で、国際社会の中で我が国の進むべき針路を定
め、国家安全保障のための方策に政府全体として取り組
んでいく必要がある。

我が国は、これまでも、地域及び世界の平和と安定及
び繁栄に貢献してきた。グローバル化が進む世界におい
て、我が国は、国際社会における主要なプレーヤーとし
て、これまで以上に積極的な役割を果たしていくべきで
ある。

このような認識に基づき、国家安全保障に関する基本
方針を示すため、ここに国家安全保障戦略を策定する。

本戦略では、まず、我が国の平和国家としての歩み
と、我が国が掲げるべき理念である、国際協調主義に基
づく積極的平和主義を明らかにし、国益について検証
し、国家安全保障の目標を示す。その上で、我が国を取
り巻く安全保障環境の動向を見通し、我が国が直面する
国家安全保障上の課題を特定する。そして、そのような
課題を克服し、目標を達成するためには、我が国が有す
る多様な資源を有効に活用し、総合的な施策を推進する
とともに、国家安全保障を支える国内基盤の強化と内外
における理解の促進を図りつつ、様々なレベルにおける
取組を多層的かつ協調的に推進することが必要との認識
の下、我が国がとるべき外交政策及び防衛政策を中心と
した国家安全保障上の戦略的アプローチを示している。

また、本戦略は、国家安全保障に関する基本方針とし
て、海洋、宇宙、サイバー、政府開発援助（ODA）、エ
ネルギー等国家安全保障に関連する分野の政策に指針を
与えるものである。

政府は、本戦略に基づき、国家安全保障会議（NSC）
の司令塔機能の下、政治の強力なリーダーシップによ
り、政府全体として、国家安全保障政策を一層戦略的か
つ体系的なものとして実施していく。

さらに、国の他の諸施策の実施に当たっては、本戦略
を踏まえ、外交力、防衛力等が全体としてその機能を円
滑かつ十全に発揮できるよう、国家安全保障上の観点を
十分に考慮するものとする。

本戦略の内容は、おおむね10年程度の期間を念頭に

置いたものであり、各種政策の実施過程を通じ、NSC
において、定期的に体系的な評価を行い、適時適切にこ
れを発展させていくこととし、情勢に重要な変化が見込
まれる場合には、その時点における安全保障環境を勘案
し検討を行い、必要な修正を行う。
Ⅱ　国家安全保障の基本理念

1　我が国が掲げる理念
我が国は、豊かな文化と伝統を有し、自由、民主主

義、基本的人権の尊重、法の支配といった普遍的価値
を掲げ、高い教育水準を持つ豊富な人的資源と高い文
化水準を擁し、開かれた国際経済システムの恩恵を受
けつつ発展を遂げた、強い経済力及び高い技術力を有
する経済大国である。

また、我が国は、四方を海に囲まれて広大な排他的
経済水域と長い海岸線に恵まれ、海上貿易と海洋資源
の開発を通じて経済発展を遂げ、「開かれ安定した海
洋」を追求してきた海洋国家としての顔も併せ持つ。

我が国は、戦後一貫して平和国家としての道を歩ん
できた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような
軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針
を堅持してきた。

また、我が国と普遍的価値や戦略的利益を共有する
米国との同盟関係を進展させるとともに、各国との協
力関係を深め、我が国の安全及びアジア太平洋地域の
平和と安定を実現してきている。さらに、我が国は、
人間の安全保障の理念に立脚した途上国の経済開発や
地球規模課題の解決への取組、他国との貿易・投資関
係を通じて、国際社会の安定と繁栄の実現に寄与して
いる。特に東南アジア諸国連合（ASEAN）諸国を始
めとするアジア諸国は、こうした我が国の協力も支え
となって、安定と経済成長を達成し、多くの国々が民
主主義を実現してきている。

加えて、我が国は、平和国家としての立場から、国
連憲章を遵守しながら、国連を始めとする国際機関と
連携し、それらの活動に積極的に寄与している。特に
冷戦の終結に伴い、軍事力の役割が多様化する中で、
国連平和維持活動（PKO）を含む国際平和協力活動
にも継続的に参加している。また、世界で唯一の戦争
被爆国として、軍縮・不拡散に積極的に取り組み、

「核兵器のない世界」を実現させるため、国際社会の
取組を主導している。こうした我が国の平和国家とし
ての歩みは、国際社会において高い評価と尊敬を勝ち
得てきており、これをより確固たるものにしなければ
ならない。

他方、現在、我が国を取り巻く安全保障環境が一層
厳しさを増していることや、我が国が複雑かつ重大な
国家安全保障上の課題に直面していることに鑑みれ
ば、国際協調主義の観点からも、より積極的な対応が
不可欠となっている。我が国の平和と安全は我が国一
国では確保できず、国際社会もまた、我が国がその国
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力にふさわしい形で、国際社会の平和と安定のため一
層積極的な役割を果たすことを期待している。

これらを踏まえ、我が国は、今後の安全保障環境の
下で、平和国家としての歩みを引き続き堅持し、ま
た、国際政治経済の主要プレーヤーとして、国際協調
主義に基づく積極的平和主義の立場から、我が国の安
全及びアジア太平洋地域の平和と安定を実現しつつ、
国際社会の平和と安定及び繁栄の確保にこれまで以上
に積極的に寄与していく。このことこそが、我が国が
掲げるべき国家安全保障の基本理念である。

2　我が国の国益と国家安全保障の目標
国家安全保障の基本理念を具体的政策として実現す

るに当たっては、我が国の国益と国家安全保障の目標
を明確にし、絶えず変化する安全保障環境に当ては
め、あらゆる手段を尽くしていく必要がある。

我が国の国益とは、まず、我が国自身の主権・独立
を維持し、領域を保全し、我が国国民の生命・身体・
財産の安全を確保することであり、豊かな文化と伝統
を継承しつつ、自由と民主主義を基調とする我が国の
平和と安全を維持し、その存立を全うすることであ
る。

また、経済発展を通じて我が国と我が国国民の更な
る繁栄を実現し、我が国の平和と安全をより強固なも
のとすることである。そのためには、海洋国家とし
て、特にアジア太平洋地域において、自由な交易と競
争を通じて経済発展を実現する自由貿易体制を強化
し、安定性及び透明性が高く、見通しがつきやすい国
際環境を実現していくことが不可欠である。

さらに、自由、民主主義、基本的人権の尊重、法の
支配といった普遍的価値やルールに基づく国際秩序を
維持・擁護することも、同様に我が国にとっての国益
である。

これらの国益を守り、国際社会において我が国に見
合った責任を果たすため、国際協調主義に基づく積極
的平和主義を我が国の国家安全保障の基本理念とし
て、以下の国家安全保障の目標の達成を図る。

第1の目標は、我が国の平和と安全を維持し、その
存立を全うするために、必要な抑止力を強化し、我が
国に直接脅威が及ぶことを防止するとともに、万が一
脅威が及ぶ場合には、これを排除し、かつ被害を最小
化することである。

第2の目標は、日米同盟の強化、域内外のパート
ナーとの信頼・協力関係の強化、実際的な安全保障協
力の推進により、アジア太平洋地域の安全保障環境を
改善し、我が国に対する直接的な脅威の発生を予防
し、削減することである。

第3の目標は、不断の外交努力や更なる人的貢献に
より、普遍的価値やルールに基づく国際秩序の強化、
紛争の解決に主導的な役割を果たし、グローバルな安
全保障環境を改善し、平和で安定し、繁栄する国際社

会を構築することである。
Ⅲ　我が国を取り巻く安全保障環境と国家安全保障上の課
題
1　グローバルな安全保障環境と課題
（1）パワーバランスの変化及び技術革新の急速な進

展
今世紀に入り、国際社会において、かつてないほ

どパワーバランスが変化しており、国際政治の力学
にも大きな影響を与えている。

パワーバランスの変化の担い手は、中国、インド
等の新興国であり、特に中国は、国際社会における
存在感をますます高めている。他方、米国は、国際
社会における相対的影響力は変化しているものの、
軍事力や経済力に加え、その価値や文化を源とした
ソフトパワーを有することにより、依然として、世
界最大の総合的な国力を有する国である。また、自
らの安全保障政策及び経済政策上の重点をアジア太
平洋地域にシフトさせる方針（アジア太平洋地域へ
のリバランス）を明らかにしている。

こうしたパワーバランスの変化は、国際政治経済
の重心の大西洋から太平洋への移動を促したもの
の、世界貿易機関（WTO）の貿易交渉や国連にお
ける気候変動交渉の停滞等、国際社会全体の統治構
造（ガバナンス）において、強力な指導力が失われ
つつある一因ともなっている。

また、グローバル化の進展や技術革新の急速な進
展は、国家間の相互依存を深める一方、国家と非国
家主体との間の相対的影響力の変化を助長するな
ど、グローバルな安全保障環境に複雑な影響を与え
ている。

主権国家は、引き続き国際社会における主要な主
体であり、国家間の対立や協調が国際社会の安定を
左右する最大の要因である。しかし、グローバル化
の進展により、人、物、資本、情報等の国境を越え
た移動が容易になった結果、国家以外の主体も、国
際社会における意思決定により重要な役割を果たし
つつある。

同時に、グローバル化や技術革新の進展の負の側
面として、非国家主体によるテロや犯罪が国家の安
全保障を脅かす状況が拡大しつつある。加えて、こ
うした脅威が、世界のどの地域において発生して
も、瞬時に地球を回り、我が国の安全保障にも直接
的な影響を及ぼし得る状況になっている。

（2）大量破壊兵器等の拡散の脅威
我が国は、世界で唯一の戦争被爆国として、核兵

器使用の悲惨さを最も良く知る国であり、「核兵器
のない世界」を目指すことは我が国の責務である。

核・生物・化学（NBC）兵器等の大量破壊兵器
及びそれらの運搬手段となり得る弾道ミサイル等の
移転・拡散・性能向上に係る問題は、依然として我
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が国や国際社会にとっての大きな脅威となってい
る。特に北朝鮮による核・ミサイル開発問題やイラ
ンの核問題は、単にそれぞれの地域の問題というよ
り、国際社会全体の平和と安定に対する重大な脅威
である。さらに、従来の抑止が有効に機能しにくい
国際テロ組織を始めとする非国家主体による大量破
壊兵器等の取得・使用についても、引き続き懸念さ
れている。

（3）国際テロの脅威
テロ事件は世界各地で発生しており、国際テロ組

織によるテロの脅威は依然として高い。グローバル
化の進展により、国際テロ組織にとって、組織内又
は他の組織との間の情報共有・連携、地理的アクセ
スの確保や武器の入手等がより容易になっている。

こうした中、国際テロ組織は、政情が不安定で統
治能力が脆弱な国家・地域を活動や訓練の拠点とし
て利用し、テロを実行している。加えて、かかる国
際組織のイデオロギーに共鳴した他の組織や個人が
テロ実行主体となる例も見られるなど、国際テロの
拡散・多様化が進んでいる。

また、我が国が一部の国際テロ組織から攻撃対象
として名指しされている上、現に海外において邦人
や我が国の権益が被害を受けるテロが発生してお
り、我が国及び国民は、国内外において、国際テロ
の脅威に直面している。

こうした国際テロについては、実行犯及び被害者
の多国籍化が見られ、国際協力による対処がますま
す重要になっている。

（4）国際公共財（グローバル・コモンズ）に関する
リスク

近年、海洋、宇宙空間、サイバー空間といった国
際公共財（グローバル・コモンズ）に対する自由な
アクセス及びその活用を妨げるリスクが拡散し、深
刻化している。

海洋は、国連海洋法条約に代表される海洋に関す
る国際法によって規律されているものの、既存の国
際法を尊重せずに力を背景とした一方的な現状変更
を図る動きが増加しつつある。また、宇宙空間やサ
イバー空間においては、各国間の立場の違いによ
り、適用されるべき規範の確立が発展途上にある。

こうしたリスクに効果的に対処するため、適切な
国際的ルール作りを進め、当該ルールを尊重しつつ
国際社会が協力して取り組むことが、経済の発展の
みならず安全保障の観点からも一層重要な課題と
なっている。
「開かれ安定した海洋」は、世界の平和と繁栄の

基盤であり、各国は、自ら又は協力して、海賊、不
審船、不法投棄、密輸・密入国、海上災害への対処
や危険物の除去といった様々な課題に取り組み、
シーレーンの安定を図っている。

しかし、近年、資源の確保や自国の安全保障の観
点から、各国の利害が衝突する事例が増えており、
海洋における衝突の危険性や、それが更なる不測の
事態に発展する危険性も高まっている。

特に南シナ海においては、領有権をめぐって沿岸
国と中国との間で争いが発生しており、海洋におけ
る法の支配、航行の自由や東南アジア地域の安定に
懸念をもたらしている。また、我が国が資源・エネ
ルギーの多くを依存している中東地域から我が国近
海に至るシーレーンは、その沿岸国における地域紛
争及び国際テロ、加えて海賊問題等の諸問題が存在
するため、その脆弱性が高まっている。こうした問
題への取組を進めることが、シーレーンの安全を維
持する上でも重要な課題となっている。

さらに、北極海では、航路の開通、資源開発等の
様々な可能性の広がりが予測されている。このた
め、国際的なルールの下に各国が協力して取り組む
ことが期待されているが、同時に、このことが国家
間の新たな摩擦の原因となるおそれもある。

宇宙空間は、これまでも民生分野で活用されてき
ているが、情報収集や警戒監視機能の強化、軍事の
ための通信手段の確保等、近年は安全保障上も、そ
の重要性が著しく増大している。

他方、宇宙利用国の増加に伴って宇宙空間の混雑
化が進んでおり、衛星破壊実験や人工衛星同士の衝
突等による宇宙ゴミ（スペースデブリ）の増加、対
衛星兵器の開発の動きを始めとして、持続的かつ安
定的な宇宙空間の利用を妨げるリスクが存在してい
る。

また、情報システムや情報通信ネットワーク等に
より構成されたグローバルな空間であるサイバー空
間は、社会活動、経済活動、軍事活動等のあらゆる
活動が依拠する場となっている。

一方、国家の秘密情報の窃取、基幹的な社会イン
フラシステムの破壊、軍事システムの妨害を意図し
たサイバー攻撃等によるリスクが深刻化しつつあ
る。

我が国においても、社会システムを始め、あらゆ
るものがネットワーク化されつつある。このため、
情報の自由な流通による経済成長やイノベーション
を推進するために必要な場であるサイバー空間の防
護は、我が国の安全保障を万全とするとの観点か
ら、不可欠である。

（5）「人間の安全保障」に関する課題
グローバル化が進み、人、物、資本、情報等が大

量かつ短時間で国境を越えて移動することが可能と
なり、国際経済活動が拡大したことにより、国際社
会に繁栄がもたらされている。

一方、貧困、格差の拡大、感染症を含む国際保健
課題、気候変動その他の環境問題、食料安全保障、
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更には内戦、災害等による人道上の危機といった一
国のみでは対応できない地球規模の問題が、個人の
生存と尊厳を脅かす人間の安全保障上の重要かつ緊
急な課題となっている。こうした中、国際社会が開
発分野において達成すべき共通の目標であるミレニ
アム開発目標（MDGs）は、一部の地域、分野にお
いて達成が困難な状況にある。また、今後、途上国
の人口増大や経済規模の拡大によるエネルギー、食
料、水資源の需要増大が、新たな紛争の原因となる
おそれもある。

これらの問題は、国際社会の平和と安定に影響を
もたらす可能性があり、我が国としても、人間の安
全保障の理念に立脚した施策等を推進する必要があ
る。

（6）リスクを抱えるグローバル経済
グローバル経済においては、世界経済から切り離

された自己完結的な経済は存在し難く、一国の経済
危機が世界経済全体に伝播するリスクが高まってい
る。こうした傾向は、金融経済において顕著にみら
れる。また、分業化を背景に国境を越えてバリュー
チェーン・サプライチェーンが構築されている今日
においては、実体経済においても同様の傾向が生じ
ている。

このような状況の下で、財政問題の懸念や新興国
経済の減速等も生じており、新興国や開発途上国の
一部からは、保護主義的な動きや新たな貿易ルール
作りに消極的な姿勢も見られるようになっている。

さらに、近年、エネルギー分野における技術革新
が進展する中、資源国による資源ナショナリズムの
高揚や、新興国を中心としたエネルギー・鉱物資源
の需要増加とそれに伴う資源獲得競争の激化等が見
られる。また、食料や水についても、気候変動に伴
う地球環境問題の深刻化もあり、世界的な需給の逼
迫や一時的な供給問題発生のリスクが存在する。

2　アジア太平洋地域における安全保障環境と課題
（1）アジア太平洋地域の戦略環境の特性

グローバルなパワーバランスの変化は、国際社会
におけるアジア太平洋地域の重要性を高め、安全保
障面における協力の機会を提供すると同時に、この
地域における問題・緊張も生み出している。

特に北東アジア地域には、大規模な軍事力を有す
る国家等が集中し、核兵器を保有又は核開発を継続
する国家等も存在する一方、安全保障面の地域協力
枠組みは十分に制度化されていない。域内各国の政
治・経済・社会体制の違いは依然として大きく、こ
のために各国の安全保障観が多様である点も、この
地域の戦略環境の特性である。

こうした背景の下、パワーバランスの変化に伴い
生じる問題や緊張に加え、領域主権や権益等をめぐ
り、純然たる平時でも有事でもない事態、いわばグ

レーゾーンの事態が生じやすく、これが更に重大な
事態に転じかねないリスクを有している。

一方、アジア太平洋地域においては、域内諸国の
二国間交流と協力の機会の増加がみられるほか、
ASEAN地域フォーラム（ARF）等の多国間の安全
保障対話や二国間・多国間の共同訓練等も行われ、
相互理解の深化と共同対処能力の向上につながって
いる。地域の安定を確保するためには、こうした重
層的な取組を一層促進・発展させていくことが重要
である。

（2）北朝鮮の軍事力の増強と挑発行為
朝鮮半島においては、韓国と北朝鮮双方の大規模

な軍事力が対峙している。北朝鮮は、現在も深刻な
経済困難に直面しており、人権状況も全く改善しな
い一方で、軍事面に資源を重点的に配分している。

また、北朝鮮は、核兵器を始めとする大量破壊兵
器や弾道ミサイルの能力を増強するとともに、朝鮮
半島における軍事的な挑発行為や我が国に対するも
のも含め様々な挑発的言動を繰り返し、地域の緊張
を高めている。

特に北朝鮮による米国本土を射程に含む弾道ミサ
イルの開発や、核兵器の小型化及び弾道ミサイルへ
の搭載の試みは、我が国を含む地域の安全保障に対
する脅威を質的に深刻化させるものである。また、
大量破壊兵器等の不拡散の観点からも、国際社会全
体にとって深刻な課題となっている。

さらに、金正恩国防委員会第1委員長を中心とす
る体制確立が進められる中で、北朝鮮内の情勢も引
き続き注視していく必要がある。

加えて、北朝鮮による拉致問題は我が国の主権と
国民の生命・安全に関わる重大な問題であり、国の
責任において解決すべき喫緊の課題である。また、
基本的人権の侵害という国際社会の普遍的問題であ
る。

（3）中国の急速な台頭と様々な領域への積極的進出
中国は、国際的な規範を共有・遵守するととも

に、地域やグローバルな課題に対して、より積極的
かつ協調的な役割を果たすことが期待されている。
一方、継続する高い国防費の伸びを背景に、十分な
透明性を欠いた中で、軍事力を広範かつ急速に強化
している。加えて、中国は、東シナ海、南シナ海等
の海空域において、既存の国際法秩序とは相容れな
い独自の主張に基づき、力による現状変更の試みと
みられる対応を示している。とりわけ、我が国の尖
閣諸島付近の領海侵入及び領空侵犯を始めとする我
が国周辺海空域における活動を急速に拡大・活発化
させるとともに、東シナ海において独自の「防空識
別区」を設定し、公海上空の飛行の自由を妨げるよ
うな動きを見せている。

こうした中国の対外姿勢、軍事動向等は、その軍
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事や安全保障政策に関する透明性の不足とあいまっ
て、我が国を含む国際社会の懸念事項となってお
り、中国の動向について慎重に注視していく必要が
ある。

また、台湾海峡を挟んだ両岸関係は、近年、経済
分野を中心に結びつきを深めている。一方、両岸の
軍事バランスは変化しており、両岸関係には安定化
の動きと潜在的な不安定性が併存している。

Ⅳ　我が国がとるべき国家安全保障上の戦略的アプローチ
国家安全保障の確保のためには、まず我が国自身の能

力とそれを発揮し得る基盤を強化するとともに、自らが
果たすべき役割を着実に果たしつつ、状況の変化に応
じ、自身の能力を適応させていくことが必要である。

経済力及び技術力の強化に加え、外交力、防衛力等を
強化し、国家安全保障上の我が国の強靭性を高めること
は、アジア太平洋地域を始めとする国際社会の平和と安
定につながるものである。これは、本戦略における戦略
的アプローチの中核をなす。

また、国家安全保障上の課題を克服し、目標を達成す
るためには、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立
場から、日米同盟を基軸としつつ、各国との協力関係を
拡大・深化させるとともに、我が国が有する多様な資源
を有効に活用し、総合的な施策を推進する必要がある。

こうした観点から、外交政策及び防衛政策を中心とし
た我が国がとるべき戦略的アプローチを以下のとおり示
す。
1　我が国の能力・役割の強化・拡大
（1）安定した国際環境創出のための外交の強化

国家安全保障の要諦は、安定しかつ見通しがつき
やすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防ぐ
ことである。国際協調主義に基づく積極的平和主義
の下、国際社会の平和と安定及び繁栄の実現に我が
国が一層積極的な役割を果たし、我が国にとって望
ましい国際秩序や安全保障環境を実現していく必要
がある。

そのために、刻一刻と変化する安全保障環境や国
際社会の潮流を分析する力がまず必要である。その
上で、発生する事象や事件への受け身の対応に追わ
れるのではなく、国際社会の課題を主導的に設定
し、能動的に我が国の国益を増進していく力を蓄え
なければならない。その中で我が国や我が国国民の
有する様々な力や特性を効果的に活用して、我が国
の主張を国際社会に浸透させ、我が国の立場への支
持を集める外交的な創造力及び交渉力が必要であ
る。また、我が国の魅力を活かし、国際社会に利益
をもたらすソフトパワーの強化や我が国企業や国民
のニーズを感度高く把握し、これらのグローバルな
展開をサポートする力の充実が重要である。加えて
国連を始めとする国際機関に対し、邦人職員の増強
も含め、より積極的な貢献を行っていくことが積極

的平和主義を進める我が国の責務である。このよう
な力強い外交を推進していくため、外交実施体制の
強化を図っていく。外交の強化は、国家安全保障の
確保を実現するために不可欠である。

（2）我が国を守り抜く総合的な防衛体制の構築
我が国に直接脅威が及ぶことを防止し、脅威が及

ぶ場合にはこれを排除するという、国家安全保障の
最終的な担保となるのが防衛力であり、これを着実
に整備する。

我が国を取り巻く厳しい安全保障環境の中におい
て、我が国の平和と安全を確保するため、戦略環境
の変化や国力国情に応じ、実効性の高い統合的な防
衛力を効率的に整備し、統合運用を基本とする柔軟
かつ即応性の高い運用に努めるとともに、政府機関
のみならず地方公共団体や民間部門との間の連携を
深めるなど、武力攻撃事態等から大規模自然災害に
至るあらゆる事態にシームレスに対応するための総
合的な体制を平素から構築していく。

その中核を担う自衛隊の体制整備に当たっては、
本戦略を踏まえ、防衛計画の大綱及び中期防衛力整
備計画を含む計画体系の整備を図るとともに、統合
的かつ総合的な視点に立って重要となる機能を優先
しつつ、各種事態の抑止・対処のための体制を強化
する。

加えて、核兵器の脅威に対しては、核抑止力を中
心とする米国の拡大抑止が不可欠であり、その信頼
性の維持・強化のために、米国と緊密に連携してい
くとともに、併せて弾道ミサイル防衛や国民保護を
含む我が国自身の取組により適切に対応する。

（3）領域保全に関する取組の強化
我が国領域を適切に保全するため、上述した総合

的な防衛体制の構築のほか、領域警備に当たる法執
行機関の能力強化や海洋監視能力の強化を進める。
加えて、様々な不測の事態にシームレスに対応でき
るよう、関係省庁間の連携を強化する。

また、我が国領域を確実に警備するために必要な
課題について不断の検討を行い、実効的な措置を講
ずる。

さらに、国境離島の保全、管理及び振興に積極的
に取り組むとともに、国家安全保障の観点から国境
離島、防衛施設周辺等における土地所有の状況把握
に努め、土地利用等の在り方について検討する。

（4）海洋安全保障の確保
海洋国家として、各国と緊密に連携しつつ、力で

はなく、航行・飛行の自由や安全の確保、国際法に
のっとった紛争の平和的解決を含む法の支配といっ
た基本ルールに基づく秩序に支えられた「開かれ安
定した海洋」の維持・発展に向け、主導的な役割を
発揮する。具体的には、シーレーンにおける様々な
脅威に対して海賊対処等の必要な措置をとり、海上
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交通の安全を確保するとともに、各国との海洋安全
保障協力を推進する。

また、これらの取組に重要な我が国の海洋監視能
力について、国際的ネットワークの構築に留意しつ
つ、宇宙の活用も含めて総合的に強化する。さら
に、海洋安全保障に係る二国間・多国間の共同訓練
等の協力の機会の増加と質の向上を図る。

特にペルシャ湾及びホルムズ海峡、紅海及びアデ
ン湾からインド洋、マラッカ海峡、南シナ海を経て
我が国近海に至るシーレーンは、資源・エネルギー
の多くを中東地域からの海上輸送に依存している我
が国にとって重要であることから、これらのシー
レーン沿岸国等の海上保安能力の向上を支援すると
ともに、我が国と戦略的利害を共有するパートナー
との協力関係を強化する。

（5）サイバーセキュリティの強化
サイバーセキュリティを脅かす不正行為からサイ

バー空間を守り、その自由かつ安全な利用を確保す
る。また、国家の関与が疑われるものを含むサイ
バー攻撃から我が国の重要な社会システムを防護す
る。このため、国全体として、組織・分野横断的な
取組を総合的に推進し、サイバー空間の防護及びサ
イバー攻撃への対応能力の一層の強化を図る。

そこで、平素から、リスクアセスメントに基づく
システムの設計・構築・運用、事案の発生の把握、
被害の拡大防止、原因の分析究明、類似事案の発生
防止等の分野において、官民の連携を強化する。ま
た、セキュリティ人材層の強化、制御システムの防
護、サプライチェーンリスク問題への対応について
も総合的に検討を行い、必要な措置を講ずる。

さらに、国全体としてサイバー防護・対応能力を
一層強化するため、関係機関の連携強化と役割分担
の明確化を図るとともに、サイバー事象の監査・調
査、感知・分析、国際調整等の機能の向上及びこれ
らの任務を担う組織の強化を含む各種施策を推進す
る。

かかる施策の推進に当たっては、幅広い分野にお
ける国際連携の強化が不可欠である。このため、技
術・運用両面における国際協力の強化のための施策
を講ずる。また、関係国との情報共有の拡大を図る
ほか、サイバー防衛協力を推進する。

（6）国際テロ対策の強化
原子力関連施設の安全確保等の国内における国際

テロ対策の徹底はもとより、世界各地で活動する在
留邦人等の安全を確保するため、民間企業が有する
危険情報がより効果的かつ効率的に共有されるよう
な情報交換・協力体制を構築するとともに、平素か
らの国際テロ情勢に関する分析体制や海外における
情報収集能力の強化を進めるなど、国際テロ対策を
強化する。

（7）情報機能の強化
国家安全保障に関する政策判断を的確に支えるた

め、人的情報、公開情報、電波情報、画像情報等、
多様な情報源に関する情報収集能力を抜本的に強化
する。また、各種情報を融合・処理した地理空間情
報の活用も進める。

さらに、高度な能力を有する情報専門家の育成を
始めとする人的基盤の強化等により、情報分析・集
約・共有機能を高め、政府が保有するあらゆる情報
手段を活用した総合的な分析（オール・ソース・ア
ナリシス）を推進する。

加えて、外交・安全保障政策の司令塔となる
NSCに資料・情報を適時に提供し、政策に適切に
反映していくこと等を通じ、情報サイクルを効果的
に稼働させる。

こうした情報機能を支えるため、特定秘密の保護
に関する法律（平成25年法律第108号）の下、政府
横断的な情報保全体制の整備等を通じ、カウン
ター・インテリジェンス機能を強化する。

（8）防衛装備・技術協力
平和貢献・国際協力において、自衛隊が携行する

重機等の防衛装備品の活用や被災国等への供与（以
下「防衛装備品の活用等」という。）を通じ、より
効果的な協力ができる機会が増加している。また、
防衛装備品の高性能化を実現しつつ、費用の高騰に
対応するため、国際共同開発・生産が国際的主流と
なっている。こうした中、国際協調主義に基づく積
極的平和主義の観点から、防衛装備品の活用等によ
る平和貢献・国際協力に一層積極的に関与するとと
もに、防衛装備品等の共同開発・生産等に参画する
ことが求められている。

こうした状況を踏まえ、武器輸出三原則等がこれ
まで果たしてきた役割にも十分配意した上で、移転
を禁止する場合の明確化、移転を認め得る場合の限
定及び厳格審査、目的外使用及び第三国移転に係る
適正管理の確保等に留意しつつ、武器等の海外移転
に関し、新たな安全保障環境に適合する明確な原則
を定めることとする。

（9）宇宙空間の安定的利用の確保及び安全保障分野
での活用の推進

宇宙空間の安定的利用を図ることは、国民生活や
経済にとって必要不可欠であるのみならず、国家安
全保障においても重要である。宇宙開発利用を支え
る科学技術や産業基盤の維持向上を図るとともに、
安全保障上の観点から、宇宙空間の活用を推進す
る。

特に情報収集衛星の機能の拡充・強化を図る。ま
た、自衛隊の部隊の運用、情報の収集・分析、海洋
の監視、情報通信、測位といった分野において、我
が国等が保有する各種の衛星の有効活用を図るとと
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もに、宇宙空間の状況監視体制の確立を図る。
また、衛星製造技術等の宇宙開発利用を支える技

術を含め、宇宙開発利用の推進に当たっては、中長
期的な観点から、国家安全保障に資するように配意
するものとする。

（10）技術力の強化
我が国の高い技術力は、経済力や防衛力の基盤で

あることはもとより、国際社会が我が国に強く求め
る価値ある資源でもある。このため、デュアル・
ユース技術を含め、一層の技術の振興を促し、我が
国の技術力の強化を図る必要がある。

技術力強化のための施策の推進に当たっては、安
全保障の視点から、技術開発関連情報等、科学技術
に関する動向を平素から把握し、産学官の力を結集
させて、安全保障分野においても有効に活用するよ
うに努めていく。

さらに、我が国が保有する国際的にも優れた省エ
ネルギーや環境関連の技術等は、国際社会と共に我
が国が地球規模課題に取り組む上で重要な役割を果
たすものであり、これらを外交にも積極的に活用し
ていく。

2　日米同盟の強化
日米安全保障体制を中核とする日米同盟は、過去

60年余にわたり、我が国の平和と安全及びアジア太
平洋地域の平和と安定に不可欠な役割を果たすととも
に、近年では、国際社会の平和と安定及び繁栄にもよ
り重要な役割を果たしてきた。

日米同盟は、国家安全保障の基軸である。米国に
とっても、韓国、オーストラリア、タイ、フィリピン
といった地域諸国との同盟のネットワークにおける中
核的な要素として、同国のアジア太平洋戦略の基盤で
あり続けてきた。

こうした日米の緊密な同盟関係は、日米両国が自
由、民主主義、基本的人権の尊重、法の支配といった
普遍的価値や戦略的利益を共有していることによって
支えられている。また、我が国が地理的にも、米国の
アジア太平洋地域への関与を支える戦略的に重要な位
置にあること等にも支えられている。

上記のような日米同盟を基盤として、日米両国は、
首脳・閣僚レベルを始め、様々なレベルで緊密に連携
し、二国間の課題のみならず、北朝鮮問題を含むアジ
ア太平洋地域情勢や、テロ対策、大量破壊兵器の不拡
散等のグローバルな安全保障上の課題についても取り
組んできている。

また、日米両国は、経済分野においても、後述する
環太平洋パートナーシップ（TPP）協定交渉等を通じ
て、ルールに基づく、透明性が高い形でのアジア太平
洋地域の経済的繁栄の実現を目指している。

このように、日米両国は、二国間のみならず、アジ
ア太平洋地域を始めとする国際社会全体の平和と安定

及び繁栄のために、多岐にわたる分野で協力関係を不
断に強化・拡大させてきた。

また、我が国が上述したとおり安全保障面での取組
を強化する一方で、米国としても、アジア太平洋地域
を重視する国防戦略の下、同地域におけるプレゼンス
の充実、さらには、我が国を始めとする同盟国等との
連携・協力の強化を志向している。

今後、我が国の安全に加え、アジア太平洋地域を始
めとする国際社会の平和と安定及び繁栄の維持・増進
を図るためには、日米安全保障体制の実効性を一層高
め、より多面的な日米同盟を実現していく必要があ
る。このような認識に立って、我が国として以下の取
組を進める。

（1）幅広い分野における日米間の安全保障・防衛協
力の更なる強化

我が国は、我が国自身の防衛力の強化を通じた抑
止力の向上はもとより、米国による拡大抑止の提供
を含む日米同盟の抑止力により、自国の安全を確保
している。

米国との間で、具体的な防衛協力の在り方や、日
米の役割・任務・能力（RMC）の考え方等につい
ての議論を通じ、本戦略を踏まえた各種政策との整
合性を図りつつ、「日米防衛協力のための指針」の
見直しを行う。

また、共同訓練、共同の情報収集・警戒監視・偵
察（ISR）活動及び米軍・自衛隊の施設・区域の共
同使用を進めるほか、事態対処や中長期的な戦略を
含め、各種の運用協力及び政策調整を緊密に行う。
加えて、弾道ミサイル防衛、海洋、宇宙空間、サイ
バー空間、大規模災害対応等の幅広い安全保障分野
における協力を強化して、日米同盟の抑止力及び対
処力を向上させていく。

さらに、相互運用性の向上を含む日米同盟の基盤
の強化を図るため、装備・技術面での協力、人的交
流等の多面的な取組を進めていく。

（2）安定的な米軍プレゼンスの確保
日米安全保障体制を維持・強化するためには、ア

ジア太平洋地域における米軍の最適な兵力態勢の実
現に向けた取組に我が国も主体的に協力するととも
に、抑止力を維持・向上させつつ、沖縄を始めとす
る地元における負担を軽減することが重要である。

その一環として、在日米軍駐留経費負担を始めと
する様々な施策を通じ、在日米軍の円滑かつ効果的
な駐留を安定的に支えつつ、在沖縄米海兵隊のグア
ム移転の推進を始め、在日米軍再編を日米合意に
従って着実に実施するとともに、地元との関係に留
意しつつ、自衛隊及び米軍による施設・区域の共同
使用等を推進する。

また、在日米軍施設・区域の周辺住民の負担を軽
減するための措置を着実に実施する。特に沖縄県に
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ついては、国家安全保障上極めて重要な位置にあ
り、米軍の駐留が日米同盟の抑止力に大きく寄与し
ている一方、在日米軍専用施設・区域の多くが集中
していることを踏まえ、普天間飛行場の移設を含む
負担軽減のための取組に最大限努力していく。

3　国際社会の平和と安定のためのパートナーとの外
交・安全保障協力の強化我が国を取り巻く安全保障環
境の改善には、上述したように政治・経済・安全保障
の全ての面での日米同盟の強化が不可欠であるが、こ
れに加え、そのために重要な役割を果たすアジア太平
洋地域内外のパートナーとの信頼・協力関係を以下の
ように強化する。

（1）韓国、オーストラリア、ASEAN諸国及びイン
ドといった我が国と普遍的価値と戦略的利益を共有
する国との協力関係を、以下のとおり強化する。
－隣国であり、地政学的にも我が国の安全保障に

とって極めて重要な韓国と緊密に連携すること
は、北朝鮮の核・ミサイル問題への対応を始めと
する地域の平和と安定にとって大きな意義があ
る。このため、未来志向で重層的な日韓関係を構
築し、安全保障協力基盤の強化を図る。特に日米
韓の三か国協力は、東アジアの平和と安定を実現
する上で鍵となる枠組みであり、北朝鮮の核・ミ
サイル問題への協力を含め、これを強化する。さ
らに、竹島の領有権に関する問題については、国
際法にのっとり、平和的に紛争を解決するとの方
針に基づき、粘り強く外交努力を行っていく。

－地域の重要なパートナーであるオーストラリアと
は、普遍的価値のみならず、戦略的利益や関心も
共有する。二国間の相互補完的な経済関係の強化
に加えて、戦略認識の共有、安全保障協力を着実
に進め、戦略的パートナーシップを強化する。ま
た、アジア太平洋地域の秩序の形成や国際社会の
平和と安定の維持・強化のための取組において幅
広い協力を推進する。その際、日米豪の三か国協
力の枠組みも適切に活用する。

－経済成長及び民主化が進展し、文化的多様性を擁
し、我が国のシーレーンの要衝を占める地域に位
置するASEAN諸国とは、40年以上にわたる伝
統的なパートナーシップに基づき、政治・安全保
障分野を始めあらゆる分野における協力を深化・
発展させる。ASEANがアジア太平洋地域全体の
平和と安定及び繁栄に与える影響を踏まえ、
ASEANの一体性の維持・強化に向けた努力を一
層支援する。また、南シナ海問題についての中国
との行動規範（COC）の策定に向けた動き等、
紛争を力ではなく、法とルールにのっとって解決
しようとする関係国の努力を評価し、効果的かつ
法的拘束力を持つ規範が策定されるよう支援す
る。

－世界最大となることが見込まれている人口と高い
経済成長や潜在的経済力を背景に影響力を増し、
我が国のシーレーンの中央に位置する等地政学的
にも重要なインドとは、二国間で構築された戦略
的グローバル・パートナーシップに基づいて、海
洋安全保障を始め幅広い分野で関係を強化してい
く。

（2）我が国と中国との安定的な関係は、アジア太平
洋地域の平和と安定に不可欠の要素である。大局的
かつ中長期的見地から、政治・経済・金融・安全保
障・文化・人的交流等あらゆる分野において日中で

「戦略的互恵関係」を構築し、それを強化できるよ
う取り組んでいく。特に中国が、地域の平和と安定
及び繁栄のために責任ある建設的な役割を果たし、
国際的な行動規範を遵守し、急速に拡大する国防費
を背景とした軍事力の強化に関して開放性及び透明
性を向上させるよう引き続き促していく。その一環
として、防衛交流の継続・促進により、中国の軍
事・安全保障政策の透明性の向上を図るとともに、
不測の事態の発生の回避・防止のための枠組みの構
築を含めた取組を推進する。また、中国が、我が国
を含む周辺諸国との間で、独自の主張に基づき、力
による現状変更の試みとみられる対応を示している
ことについては、我が国としては、事態をエスカ
レートさせることなく、中国側に対して自制を求め
つつ、引き続き冷静かつ毅然として対応していく。

（3）北朝鮮問題に関しては、関係国と緊密に連携し
つつ、六者会合共同声明や国連安全保障理事会（安
保理）決議に基づく非核化等に向けた具体的行動を
北朝鮮に対して求めていく。また、日朝関係につい
ては、日朝平壌宣言に基づき、拉致・核・ミサイル
といった諸懸案の包括的な解決に向けて、取り組ん
でいく。とりわけ、拉致問題については、この問題
の解決なくして北朝鮮との国交正常化はあり得ない
との基本認識の下、一日も早いすべての拉致被害者
の安全確保及び即時帰国、拉致に関する真相究明、
拉致実行犯の引渡しに向けて、全力を尽くす。

（4）東アジア地域の安全保障環境が一層厳しさを増
す中、安全保障及びエネルギー分野を始めあらゆる
分野でロシアとの協力を進め、日露関係を全体とし
て高めていくことは、我が国の安全保障を確保する
上で極めて重要である。このような認識の下、アジ
ア太平洋地域の平和と安定に向けて連携していくと
ともに、最大の懸案である北方領土問題について
は、北方四島の帰属の問題を解決して平和条約を締
結するとの一貫した方針の下、精力的に交渉を行っ
ていく。

（5）これらの取組に当たっては、APECから始まり、
EAS、ASEAN＋3、ARF、拡大ASEAN国防相会
議（ADMMプラス）、環太平洋パートナーシップ
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（TPP）といった機能的かつ重層的に構築された地
域協力の枠組み、あるいは日米韓、日米豪、日米印
といった三か国間の枠組みや、地理的に近接する経
済大国である日中韓の枠組みを積極的に活用する。
また、我が国としてこれらの枠組みの発展に積極的
に寄与していく。さらに、将来的には東アジアにお
いてより制度的な安全保障の枠組みができるよう、
我が国としても適切に寄与していく。

（6）モンゴル、中央アジア諸国、南西アジア諸国、
太平洋島嶼

しょ

国、ニュージーランド、カナダ、メキシ
コ、コロンビア、ペルー、チリといったアジア太平
洋地域の友好諸国とアジア太平洋地域の安定の確保
に向けて協力する。太平洋に広大な排他的経済水域
と豊富な海洋資源を有する太平洋島嶼

しょ

国とは、太平
洋・島サミット等を通じ海洋協力を含む様々な分野
で協力を強化する。

（7）国際社会の平和と安定に向けて重要な役割を果
たすアジア太平洋地域外の諸国と協力関係を強化す
る。
－欧州は、国際世論形成力、主要な国際的枠組みに

おける規範形成力、そして大きな経済規模を擁し
ており、英国、フランス、ドイツ、イタリア、ス
ペイン、ポーランドを始めとする欧州諸国は、我
が国と自由、民主主義、基本的人権の尊重、法の
支配といった普遍的価値や市場経済等の原則を共
有し、国際社会の平和と安定及び繁栄に向けて共
に主導的な役割を果たすパートナーである。国際
社会のパワーバランスが変化している中で、普遍
的価値やルールに基づく国際秩序を構築し、グ
ローバルな諸課題に効果的に対処し、平和で繁栄
する国際社会を構築するための我が国の政策を実
現していくために、EU、NATO、OSCEとの協
力を含め、欧州との関係を更に強化していく。ま
た、我が国が民主化に貢献してきた東欧諸国及び
バルト諸国並びにコーカサス諸国と関係を強化す
る。

－ブラジル、メキシコ、トルコ、アルゼンチン、南
アフリカといった新興国は、国際経済のみなら
ず、国際政治でもその存在感を増しつつあり、二
国間関係にとどまらず、グローバルな課題につい
ての協力を推進する。

－中東の安定は、我が国にとって、エネルギーの安
定供給に直結する国家の生存と繁栄に関わる問題
である。湾岸諸国は、我が国にとって最大の原油
の供給源であるが、中東の安定を確保するため、
これらの国と資源・エネルギーを中心とする関係
を超えた幅広い分野での経済面、更には政治・安
全保障分野での協力も含めた重層的な協力関係の
構築に取り組む。「アラブの春」に端を発するア
ラブ諸国の民主化の問題、シリア情勢、イランの

核問題、中東和平、アフガニスタンの平和構築と
いった中東の安定に重要な問題の解決に向けて、
我が国として積極的な役割を果たす。その際、米
国、欧州諸国、サウジアラビア、トルコといった
中東地域で重要な役割を果たしている国と協調す
る。

－戦略的資源を豊富に有し、経済成長を持続してい
るアフリカは有望な経済フロンティアであると同
時に国際社会における発言権を強めており、
TICADプロセス等を通じて、アフリカの発展と
平和の定着に引き続き貢献する。また、国際場裏
での協力を推進していく。

4　国際社会の平和と安定のための国際的努力への積極
的寄与

我が国は、国際協調主義に基づく積極的平和主義の
立場から、国際社会の平和と安定のため、積極的な役
割を果たしていく。

（1）国連外交の強化
国連は、安保理による国際の平和及び安全の維

持・回復のための集団安全保障制度を中核として設
置されたが、同制度は当初の想定どおりには十分に
機能してきていない。

他方、国連は幅広い諸国が参加する普遍性、専門
性に支えられた正統性という強みを活かして世界の
平和と安全のために様々な取組を主導している。特
に冷戦終結以降、国際の平和と安全の維持・回復の
分野における国連の役割はますます高まっている。

我が国として、これまで安保理の非常任理事国を
幾度も務めた経験を踏まえ、国連における国際の平
和と安全の維持・回復に向けた取組に更に積極的に
寄与していく。

また、国連のPKOや集団安全保障措置及び予防
外交や調停等の外交的手段のみならず、紛争後の緊
急人道支援から復旧復興支援に至るシームレスな支
援、平和構築委員会を通じた支援等、国連が主導す
る様々な取組に、より積極的に寄与していく。

同時に、集団安全保障機能の強化を含め、国連の
実効性と正統性の向上の実現が喫緊の課題であり、
常任・非常任双方の議席拡大及び我が国の常任理事
国入りを含む安保理改革の実現を追求する。

（2）法の支配の強化
法の支配の擁護者として引き続き国際法を誠実に

遵守するのみならず、国際社会における法の支配の
強化に向け、様々な国際的なルール作りに構想段階
から積極的に参画する。その際、公平性、透明性、
互恵性を基本とする我が国の理念や主張を反映させ
ていく。

また、国際司法機関に対する人材・財政面の支
援、各国に対する法制度整備支援等に積極的に取り
組む。

56日本の防衛

資
料
編

防衛2023_資料編_01-10.indd   56防衛2023_資料編_01-10.indd   56 2023/06/26   13:15:572023/06/26   13:15:57



特に海洋、宇宙空間及びサイバー空間における法
の支配の実現・強化について、関心を共有する国々
との政策協議を進めつつ、国際規範形成や、各国間
の信頼醸成措置に向けた動きに積極的に関与する。
また、開発途上国の能力構築に一層寄与する。
－海洋については、地域的取組その他の取組を推進

し、力ではなく法とルールが支配する海洋秩序を
強化することが国際社会全体の平和と繁栄に不可
欠との国際的な共有認識の形成に向けて主導的役
割を発揮する。

－宇宙空間については、自由なアクセス及び活用を
確保することが重要であるとの考え方に基づき、
衛星破壊実験の防止や衛星衝突の回避を目的とす
る国際行動規範策定に向けた努力に積極的に参加
し、宇宙空間の安全かつ安定的な利用の確保を図
る。

－サイバー空間については、情報の自由な流通の確
保を基本とする考え方の下、その考えを共有する
国と連携し、既存の国際法の適用を前提とした国
際的なルール作りに積極的に参画するとともに、
開発途上国への能力構築支援を積極的に行う。

（3）軍縮・不拡散に係る国際努力の主導
我が国は、世界で唯一の戦争被爆国として、「核

兵器のない世界」の実現に向けて引き続き積極的に
取り組む。

北朝鮮による核開発及び弾道ミサイル開発の進展
がもたらす脅威や、アジア太平洋地域における将来
の核戦力バランスの動向、軍事技術の急速な進展を
踏まえ、日米同盟の下での拡大抑止への信頼性維持
と整合性をとりつつ、北朝鮮による核・ミサイル開
発問題やイランの核問題の解決を含む軍縮・不拡散
に向けた国際的取組を主導する。

また、武器や軍事転用可能な資機材、技術等が、
懸念国家等に拡散することを防止するため、国際輸
出管理レジームにおける議論への積極的な参画を含
め、関係国と協調しつつ、安全保障の観点に立った
輸出管理の取組を着実に実施する。さらに、小型武
器や対人地雷等の通常兵器に関する国際的な取組に
おいても、積極的に対応する。

（4）国際平和協力の推進
我が国は20年以上にわたり、国際平和協力のた

め、カンボジア、ゴラン高原、東ティモール、ネ
パール、南スーダン等、様々な地域に自衛隊を始め
とする要員を派遣し、その実績は内外から高い評価
を得てきた。

今後、国際協調主義に基づく積極的平和主義の立
場から、我が国に対する国際社会からの評価や期待
も踏まえ、PKO等に一層積極的に協力する。その
際、ODA事業との連携を図るなど活動の効果的な
実施に努める。

また、ODAや能力構築支援の更なる戦略的活用
やNGOとの連携を含め、安全保障関連分野での
シームレスな支援を実施するため、これまでのス
キームでは十分対応できない機関への支援も実施で
きる体制を整備する。

さらに、これまでの経験を活用した平和構築人材
の育成や、各国PKO要員の育成も政府一体となっ
て積極的に行う。これらの取組を行うに当たって
は、米国、オーストラリア、欧州等同分野での経験
を有する関係国等とも緊密に連携を図る。

（5）国際テロ対策における国際協力の推進
テロはいかなる理由をもってしても正当化でき

ず、強く非難されるべきものであり、国際社会が一
体となって断固とした姿勢を示すことが重要であ
る。

国際テロ情勢や国際テロ対策協力に関する各国と
の協議や意見交換、テロリストを厳正に処罰するた
めの国際的な法的枠組みの強化、テロ対処能力が不
十分な開発途上国に対する支援等に積極的に取り組
み、国家安全保障の観点から国際社会と共に国際テ
ロ対策を推進していく。

また、不法な武器、薬物の取引や誘拐等、組織犯
罪の収益がテロリストの重要な資金源になってお
り、テロと国際組織犯罪は密接な関係を有してい
る。こうした認識を踏まえ、国際組織犯罪を防止
し、これと闘うための国際協力・途上国支援を強化
していく。

5　地球規模課題解決のための普遍的価値を通じた協力
の強化

国際社会の平和と安定及び繁栄の基盤を強化するた
め、普遍的価値の共有、開かれた国際経済システムの
強化を図り、貧困、エネルギー問題、格差の拡大、気
候変動、災害、食料問題といった国際社会の平和と安
定の阻害要因となりかねない開発問題や地球規模課題
の解決に向け、ODAの積極的・戦略的活用を図りつ
つ、以下の取組を進める。

（1）普遍的価値の共有
自由、民主主義、女性の権利を含む基本的人権の

尊重、法の支配といった普遍的価値を共有する国々
との連帯を通じグローバルな課題に貢献する外交を
展開する。

1990年代に東欧諸国やASEAN諸国で始まり、
2010年代初頭にアラブ諸国に至った世界における
民主化の流れは、グローバル化や市場経済化の急速
な進展とあいまって、もはや不可逆的なものとなっ
ている。

一方、「アラブの春」に見られるように、民主化
は必ずしもスムーズに進んでいるわけではない。我
が国は、先進自由民主主義国家として、人間の安全
保障の理念も踏まえつつ、民主化支援、法制度整備
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支援及び人権分野での支援にODAを積極的に活用
し、また、人権対話等を通じ国際社会における人権
擁護の潮流の拡大に貢献する。

また、女性に関する外交課題に積極的に取り組
む。具体的には、紛争予防・平和構築における女性
の役割拡大や社会進出促進等について、国際社会と
協力していく。

（2）開発問題及び地球規模課題への対応と「人間の
安全保障」の実現

我が国は、これまでODAを活用して、世界の開
発問題に積極的に取り組み、国際社会から高い評価
を得てきた。開発問題への対応はグローバルな安全
保障環境の改善にも資するものであり、国際協調主
義に基づく積極的平和主義の一つの要素として、今
後とも一層強化する必要がある。

こうした点を踏まえるとともに、「人間の安全保
障」の実現に資するため、ODAを戦略的・効果的
に活用し、国際機関やNGOを始めとする多様なス
テークホルダーと連携を図りつつ、ミレニアム開発
目標（MDGs）の達成に向け、貧困削減、国際保健、
教育、水等の分野における取組を強化する。

また、新たな国際開発目標（ポスト2015年開発
アジェンダ）の策定にも主導的役割を果たす。さら
に、「人間の安全保障」の実現について、これまで
我が国のイニシアティブとして国際社会でも主導的
な役割を果たしている。今後とも、国際社会におけ
るその理念の主流化を一層促す。我が国は、阪神大
震災、東日本大震災を始めとする幾多の自然災害に
見舞われてきた。その教訓・経験を広く共有すると
ともに、世界各地において災害が巨大化し、頻発し
ていることも踏まえ、防災分野での国際協力を主導
し、災害に強い強靭な社会を世界中に広めていく。

（3）開発途上国の人材育成に対する協力
開発途上国から、将来指導者となることが期待さ

れる優秀な学生や行政官を含む幅広い人材を我が国
に招致し、その経験や知見を学ぶとともに、我が国
の制度や技術・ノウハウに関する教育訓練を提供す
る。こうした取組により、我が国との相互理解を促
進し、出身国の持続的な経済・社会発展に役立てる
ための人材育成をより一層推進する。

また、人材育成で培ったネットワークの維持・発
展を図り、協力関係の基盤の拡大と強化に役立て
る。

（4）自由貿易体制の維持・強化
開放的でルールに基づいた国際経済システムを拡

大し、その中で我が国が主要プレーヤーであり続け
ることは、世界経済の発展や我が国の経済的繁栄を
確保していく上で不可欠である。

このような観点を踏まえながら、包括的で高い水
準の貿易協定を目指すTPP協定、日EU経済連携協

定（EPA）、日中韓自由貿易協定（FTA）及び東ア
ジア地域包括的経済連携（RCEP）を始めとする経
済連携を推進し、世界経済の成長に寄与するととも
に、その成長を取り込むことによって我が国の成長
につなげていく。

また、こうした取組を通じた、アジア太平洋地域
での貿易・投資面でのルール作りは、この地域の活
力と繁栄を強化するものであり、安全保障面での安
定した環境の基礎を強化する戦略的意義を有する。

このような21世紀型のEPAを結んでいくことに
より、新たな貿易自由化の魅力的な先進事例を示す
こととなり、WTOを基盤とする多角的貿易体制に
おける世界規模の貿易自由化も促進していくことが
期待される。

（5）エネルギー・環境問題への対応
エネルギーを含む資源の安定供給は活力ある我が

国の経済にとって不可欠であり、国家安全保障上の
課題である。資源の安定的かつ安価な供給を確保す
るため必要な外交的手段を積極的に活用し、各国の
理解を得つつ、供給源の多角化等の取組を行ってい
く。

気候変動分野では、国内の排出削減に向けた一層
の取組を行う。優れた環境エネルギー技術や途上国
支援等の我が国の強みをいかした攻めの地球温暖化
外交戦略（「Actions for Cool Earth（ACE：エー
ス）」）を展開する。また、全ての国が参加する公平
かつ実効的な新たな国際枠組み構築に積極的に関与
し、世界全体で排出削減を達成し、気候変動問題の
解決に寄与する。

（6）人と人との交流の強化
人と人との交流は、相手国との相互理解や友好関

係を増進し国家間の関係を確固たるものとさせる。
加えて、国際社会における我が国に対する適切な理
解を深め、安定的で友好的な安全保障環境を整備し
ていく上でも有意義である。

このような観点から、特に双方向の青少年の交流
を拡大するための施策を実施し、将来にわたって各
国との関係を強化していく。例えば、文化的多様性
を残しつつ地域統合が進んでいるASEANとは友好
協力40周年を迎えたところであり、今後、交流事
業の更なる活性化を通じて、相互理解を一層促進し
ていく。

また、2020年に開催される東京オリンピック・
パラリンピック競技大会といった世界共通の関心を
集めるイベントを活用しつつ、スポーツや文化を媒
体とした交流を促進し、個人レベルでの友好関係を
構築し、深めていく。

6　国家安全保障を支える国内基盤の強化と内外におけ
る理解促進

国家安全保障を十全に確保するためには、外交力及
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び防衛力を中心とする能力の強化に加え、これらの能
力が効果的に発揮されることを支える国内基盤を整備
することが不可欠である。

また、国家安全保障を達成するためには、国家安全
保障政策に対する国際社会や国民の広範な理解を得る
ことが極めて重要であるとの観点をも踏まえ、以下の
取組を進める。

（1）防衛生産・技術基盤の維持・強化
防衛生産・技術基盤は、防衛装備品の研究開発、

生産、運用、維持整備等を通じて防衛力を支える重
要な要素である。限られた資源で防衛力を安定的か
つ中長期的に整備、維持及び運用していくため、防
衛装備品の効果的・効率的な取得に努めるととも
に、国際競争力の強化を含めた我が国の防衛生産・
技術基盤を維持・強化していく。

（2）情報発信の強化
国家安全保障政策の推進に当たっては、その考え

方について、内外に積極的かつ効果的に発信し、そ
の透明性を高めることにより、国民の理解を深める
とともに、諸外国との協力関係の強化や信頼醸成を
図る必要がある。

このため、官邸を司令塔として、政府一体となっ
た統一的かつ戦略的な情報発信を行うこととし、各
種情報技術を最大限に活用しつつ、多様なメディア
を通じ、外国語による発信の強化等を行う。

また、政府全体として、教育機関や有識者、シン
クタンク等との連携を図りつつ、世界における日本
語の普及、戦略的広報に資する人材の育成等を図
る。

世界の安全保障環境が複雑・多様化する中にあっ

ては、各国の利害が対立する状況も生じ得る。この
ような認識の下、客観的な事実を中心とする関連情
報を正確かつ効果的に発信することにより、国際世
論の正確な理解を深め、国際社会の安定に寄与す
る。

（3）社会的基盤の強化
国家安全保障政策を中長期的観点から支えるため

には、国民一人一人が、地域と世界の平和と安定及
び人類の福祉の向上に寄与することを願いつつ、国
家安全保障を身近な問題として捉え、その重要性や
複雑性を深く認識することが不可欠である。

そのため、諸外国やその国民に対する敬意を表
し、我が国と郷土を愛する心を養うとともに、領
土・主権に関する問題等の安全保障分野に関する啓
発や自衛隊、在日米軍等の活動の現状への理解を広
げる取組、これらの活動の基盤となる防衛施設周辺
の住民の理解と協力を確保するための諸施策等を推
進する。

（4）知的基盤の強化
国家安全保障に関する国民的な議論の充実や質の

高い政策立案に寄与するため、関係省庁職員の派遣
等による高等教育機関における安全保障教育の拡
充・高度化、実践的な研究の実施等を図るととも
に、これら機関やシンクタンク等と政府の交流を深
め、知見の共有を促進する。

こうした取組を通じて、現実的かつ建設的に国家
安全保障政策を吟味することができる民間の専門家
や行政官の育成を促進するとともに、国家安全保障
に知見を有する人材の層を厚くする。
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	資料5	 平成31年度以降に係る防衛計画の大綱について
平成30年12月18日　国家安全保障会議決定

閣 議 決 定
平成31年度以降に係る防衛計画の大綱について別紙の

とおり定める。
これに伴い、「平成26年度以降に係る防衛計画の大綱に

ついて」（平成25年12月17日国家安全保障会議決定及び閣
議決定）は、平成30年度限りで廃止する。

（別紙）
平成31年度以降に係る防衛計画の大綱

Ⅰ　策定の趣旨
我が国は、戦後一貫して、平和国家としての道を歩ん

できた。これは、平和主義の理念の下、先人達の不断の
努力によって成し遂げられてきたものである。

我が国政府の最も重大な責務は、我が国の平和と安全
を維持し、その存立を全うするとともに、国民の生命・
身体・財産、そして、領土・領海・領空を守り抜くこと
である。これは、我が国が独立国家として第一義的に果
たすべき責任であり、我が国が自らの主体的・自主的な
努力によってかかる責任を果たしていくことが、我が国
の安全保障の根幹である。我が国の防衛力は、これを最
終的に担保するものであり、平和国家である我が国の揺
るぎない意思と能力を明確に示すものである。そして、
我が国の平和と安全が維持されることは、我が国の繁栄
の不可欠の前提である。

現在、我が国を取り巻く安全保障環境は、極めて速い
スピードで変化している。国際社会のパワーバランスの
変化は加速化・複雑化し、既存の秩序をめぐる不確実性
は増大している。また、宇宙・サイバー・電磁波といっ
た新たな領域の利用の急速な拡大は、陸・海・空という
従来の物理的な領域における対応を重視してきたこれま
での国家の安全保障の在り方を根本から変えようとして
いる。

我が国は、その中にあっても、平和国家としてより力
強く歩んでいく。そのためには、激変する安全保障環境
の中、我が国自身が、国民の生命・身体・財産、領土・
領海・領空、そして、主権・独立は主体的・自主的な努
力によって守る体制を抜本的に強化し、自らが果たし得
る役割の拡大を図っていく必要がある。今や、どの国も
一国では自国の安全を守ることはできない。日米同盟や
各国との安全保障協力の強化は、我が国の安全保障に
とって不可欠であり、我が国自身の努力なくしてこれを
達成することはできない。国際社会もまた、我が国が国
力にふさわしい役割を果たすことを期待している。

今後の防衛力の強化に当たっては、以上のような安全
保障の現実に正面から向き合い、従来の延長線上ではな
い真に実効的な防衛力を構築するため、防衛力の質及び
量を必要かつ十分に確保していく必要がある。特に、宇
宙・サイバー・電磁波といった新たな領域については、
我が国としての優位性を獲得することが死活的に重要と

なっており、陸・海・空という従来の区分に依拠した発
想から完全に脱却し、全ての領域を横断的に連携させた
新たな防衛力の構築に向け、従来とは抜本的に異なる速
度で変革を図っていく必要がある。一方、急速な少子高
齢化や厳しい財政状況を踏まえれば、過去にとらわれな
い徹底した合理化なくして、かかる防衛力の強化を実現
することはできない。

日米同盟は、我が国自身の防衛体制とあいまって、引
き続き我が国の安全保障の基軸であり続ける。上述のと
おり、我が国が独立国家としての第一義的な責任をしっ
かりと果たしていくことこそが、日米同盟の下での我が
国の役割を十全に果たし、その抑止力と対処力を一層強
化していく道であり、また、自由で開かれたインド太平
洋というビジョンを踏まえ、安全保障協力を戦略的に進
めていくための基盤である。

このような考え方の下、「国家安全保障戦略について」
（平成25年12月17日国家安全保障会議決定及び閣議決
定。以下「国家安全保障戦略」という。）を踏まえ、我
が国の未来の礎となる防衛の在るべき姿について、「平
成31年度以降に係る防衛計画の大綱」として、新たな
指針を示す。
Ⅱ　我が国を取り巻く安全保障環境

1　現在の安全保障環境の特徴
国際社会においては、国家間の相互依存関係が一層

拡大・深化する一方、中国等の更なる国力の伸長等に
よるパワーバランスの変化が加速化・複雑化し、既存
の秩序をめぐる不確実性が増している。こうした中、
自らに有利な国際秩序・地域秩序の形成や影響力の拡
大を目指した、政治・経済・軍事にわたる国家間の競
争が顕在化している。

このような国家間の競争は、軍や法執行機関を用い
て他国の主権を脅かすことや、ソーシャル・ネット
ワーク等を用いて他国の世論を操作することなど、多
様な手段により、平素から恒常的に行われている。ま
た、いわゆるグレーゾーンの事態は、国家間の競争の
一環として長期にわたり継続する傾向にあり、今後、
更に増加・拡大していく可能性がある。こうしたグ
レーゾーンの事態は、明確な兆候のないまま、より重
大な事態へと急速に発展していくリスクをはらんでい
る。さらに、いわゆる「ハイブリッド戦」のような、
軍事と非軍事の境界を意図的に曖昧にした現状変更の
手法は、相手方に軍事面にとどまらない複雑な対応を
強いている。

また、情報通信等の分野における急速な技術革新に
伴い、軍事技術の進展は目覚ましいものとなってい
る。こうした技術の進展を背景に、現在の戦闘様相
は、陸・海・空のみならず、宇宙・サイバー・電磁波
といった新たな領域を組み合わせたものとなり、各国
は、全般的な軍事能力の向上のため、新たな領域にお
ける能力を裏付ける技術の優位を追求している。宇宙
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領域やサイバー領域は、民生分野でも広範に活用され
ており、この安定的な利用が妨げられれば、国家・国
民の安全に重大な影響が及ぶおそれがある。

軍事技術の進展により、現在では、様々な脅威が容
易に国境を越えてくるものとなっている。さらに、各
国は、ゲーム・チェンジャーとなり得る最先端技術を
活用した兵器の開発に注力するとともに、人工知能

（AI）を搭載した自律型の無人兵器システムの研究に
も取り組んでいる。今後の更なる技術革新は、将来の
戦闘様相を更に予見困難なものにするとみられる。

国際社会においては、一国のみでの対応が困難な安
全保障上の課題が広範化・多様化している。宇宙領域
やサイバー領域に関しては、国際的なルールや規範作
りが安全保障上の課題となっている。海洋においては、
既存の国際秩序とは相容れない独自の主張に基づいて
自国の権利を一方的に主張し、又は行動する事例がみ
られ、公海における自由が不当に侵害される状況が生
じている。また、核・生物・化学兵器等の大量破壊兵
器や弾道ミサイルの拡散及び深刻化する国際テロは、
引き続き、国際社会にとっての重大な課題である。

こうした中、我が国の周辺には、質・量に優れた軍
事力を有する国家が集中し、軍事力の更なる強化や軍
事活動の活発化の傾向が顕著となっている。

2　各国の動向
米国は、依然として世界最大の総合的な国力を有し

ているが、あらゆる分野における国家間の競争が顕在
化する中で、世界的・地域的な秩序の修正を試みる中
国やロシアとの戦略的競争が特に重要な課題であると
の認識を示している。

米国は、軍事力の再建のため、技術革新等による全
ての領域における軍事的優位の維持、核抑止力の強
化、ミサイル防衛能力の高度化等に取り組んでいる。
また、同盟国やパートナー国に対しては、防衛のコ
ミットメントを維持し、戦力の前方展開を継続すると
ともに、責任分担の増加を求めている。さらに、イン
ド太平洋地域を優先地域と位置付け、同盟とパート
ナーシップを強化するとの方針を掲げている。

また、米国を始めとする北大西洋条約機構（NATO）
加盟国は、力を背景とした現状変更や「ハイブリッド
戦」に対応するため、戦略の再検討等を行うととも
に、安全保障環境の変化等を踏まえ、国防費を増加さ
せてきている。

中国は、今世紀中葉までに「世界一流の軍隊」を建
設することを目標に、透明性を欠いたまま、高い水準
で国防費を増加させ、核・ミサイル戦力や海上・航空
戦力を中心に、軍事力の質・量を広範かつ急速に強化
している。その際、指揮系統の混乱等を可能とするサ
イバー領域や電磁波領域における能力を急速に発展さ
せるとともに、対衛星兵器の開発・実験を始めとする
宇宙領域における能力強化も継続するなど、新たな領

域における優勢の確保を重視している。また、ミサイ
ル防衛を突破するための能力や揚陸能力の向上を図っ
ている。このような軍事能力の強化は、周辺地域への
他国の軍事力の接近・展開を阻止し、当該地域での軍
事活動を阻害する軍事能力、いわゆる「接近阻止／領
域拒否」（「A2／AD」）能力の強化や、より遠方での
作戦遂行能力の構築につながるものである。これらに
加え、国防・科学技術・工業の軍民融合政策を推進す
るとともに、軍事利用が可能とされる先端技術の開
発・獲得に積極的に取り組んでいる。このほか、海上
法執行機関と軍との間では連携が強化されている。

中国は、既存の国際秩序とは相容れない独自の主張
に基づき、力を背景とした一方的な現状変更を試みる
とともに、東シナ海を始めとする海空域において、軍
事活動を拡大・活発化させている。我が国固有の領土
である尖閣諸島周辺においては、我が国の強い抗議に
もかかわらず公船による断続的な領海侵入や海軍艦艇
による恒常的な活動等を行っている。太平洋や日本海
においても軍事活動を拡大・活発化させており、特
に、太平洋への進出は近年高い頻度で行われ、その経
路や部隊構成が多様化している。南シナ海において
は、大規模かつ急速な埋立てを強行し、その軍事拠点
化を進めるとともに、海空域における活動も拡大・活
発化させている。

こうした中国の軍事動向等については、国防政策や
軍事力の不透明性とあいまって、我が国を含む地域と
国際社会の安全保障上の強い懸念となっており、今後
も強い関心を持って注視していく必要がある。中国に
は、地域や国際社会において、より協調的な形で積極
的な役割を果たすことが強く期待される。

北朝鮮は、近年、前例のない頻度で弾道ミサイルの
発射を行い、同時発射能力や奇襲的攻撃能力等を急速
に強化してきた。また、核実験を通じた技術的成熟等
を踏まえれば、弾道ミサイルに搭載するための核兵器
の小型化・弾頭化を既に実現しているとみられる。北
朝鮮は、朝鮮半島の完全な非核化に向けた意思を表明
し、核実験場の爆破を公開する等の動きは見せたもの
の、全ての大量破壊兵器及びあらゆる弾道ミサイルの
完全な、検証可能な、かつ、不可逆的な方法での廃棄
は行っておらず、北朝鮮の核・ミサイル能力に本質的
な変化は生じていない。

また、北朝鮮は、非対称的な軍事能力として、サイ
バー領域について、大規模な部隊を保持するととも
に、軍事機密情報の窃取や他国の重要インフラへの攻
撃能力の開発を行っているとみられる。これらに加
え、大規模な特殊部隊を保持している。

このような北朝鮮の軍事動向は、我が国の安全に対
する重大かつ差し迫った脅威であり、地域及び国際社
会の平和と安全を著しく損なうものとなっている。国
際社会も、国際連合安全保障理事会決議において、北
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朝鮮の核及び弾道ミサイル関連活動が国際の平和及び
安全に対する明白な脅威であるとの認識を明確にして
いる。

ロシアは、核戦力を中心に軍事力の近代化に向けた
取組を継続することで軍事態勢の強化を図っており、
ウクライナ情勢等をめぐり、欧米と激しく対立してい
る。また、北極圏、欧州、米国周辺、中東に加え、北
方領土を含む極東においても軍事活動を活発化させる
傾向にあり、その動向を注視していく必要がある。

3　我が国の特性
四面環海で長い海岸線を持つ我が国は、本土から離

れた多くの島嶼
しょ

及び広大な排他的経済水域を有してお
り、そこには守り抜くべき国民の生命・身体・財産、
領土・領海・領空及び各種資源が広く存在している。
また、海洋国家であり、資源や食料の多くを海外との
貿易に依存する我が国にとって、法の支配、航行の自
由等の基本的ルールに基づく、「開かれ安定した海洋」
の秩序を強化し、海上交通及び航空交通の安全を確保
することが、平和と繁栄の基礎である。

一方、我が国は、大きな被害を伴う自然災害が多発
することに加え、都市部に産業・人口・情報基盤が集
中するとともに、沿岸部に原子力発電所等の重要施設
が多数存在している。

これらに加えて、我が国においては、人口減少と少
子高齢化が経験をしたことのない速度で急速に進展し
ているとともに、厳しい財政状況が続いている。

4　まとめ
以上を踏まえると、今日の我が国を取り巻く安全保

障環境については、冷戦期に懸念されていたような主
要国間の大規模武力紛争の蓋然性は引き続き低いと考
えられる一方、「平成26年度以降に係る防衛計画の大
綱」（平成25年12月17日国家安全保障会議決定及び閣
議決定。以下「前大綱」という。）を策定した際に想
定したものよりも、格段に速いスピードで厳しさと不
確実性を増している。

我が国に対する脅威が現実化し、国民の命と平和な
暮らしを脅かすことを防ぐためには、この現実を踏ま
えた措置を講ずることが必要となっている。

Ⅲ　我が国の防衛の基本方針
我が国は、国家安全保障戦略を踏まえ、積極的平和主

義の観点から、我が国自身の外交力、防衛力等を強化
し、日米同盟を基軸として、各国との協力関係の拡大・
深化を進めてきた。また、この際、日本国憲法の下、専
守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国にな
らないとの基本方針に従い、文民統制を確保し、非核三
原則を守ってきた。

今後とも、我が国は、こうした基本方針等の下で、平
和国家としての歩みを決して変えることはない。その上
で、我が国は、これまでに直面したことのない安全保障
環境の現実の中でも、国民の生命・身体・財産、領土・

領海・領空及び主権・独立を守り抜くといった、国家安
全保障戦略に示した国益を守っていかなければならな
い。このため、我が国の防衛について、その目標及びこ
れを達成するための手段を明示した上で、これまで以上
に多様な取組を積極的かつ戦略的に推進していく。

防衛の目標として、まず、平素から、我が国が持てる
力を総合して、我が国にとって望ましい安全保障環境を
創出する。また、我が国に侵害を加えることは容易なら
ざることであると相手に認識させ、脅威が及ぶことを抑
止する。さらに、万が一、我が国に脅威が及ぶ場合に
は、確実に脅威に対処し、かつ、被害を最小化する。

これらの防衛の目標を確実に達成するため、その手段
である我が国自身の防衛体制、日米同盟及び安全保障協
力をそれぞれ強化していく。これは、格段に変化の速度
を増し、複雑化する安全保障環境に対応できるよう、宇
宙・サイバー・電磁波といった新たな領域における優位
性を早期に獲得することを含め、迅速かつ柔軟に行って
いかなければならない。

また、核兵器の脅威に対しては、核抑止力を中心とす
る米国の拡大抑止が不可欠であり、我が国は、その信頼
性の維持・強化のために米国と緊密に協力していくとと
もに、総合ミサイル防空や国民保護を含む我が国自身に
よる対処のための取組を強化する。同時に、長期的課題
である核兵器のない世界の実現へ向けて、核軍縮・不拡
散のための取組に積極的・能動的な役割を果たしていく。
1　我が国自身の防衛体制の強化
（1）総合的な防衛体制の構築

これまでに直面したことのない安全保障環境の現
実に正面から向き合い、防衛の目標を確実に達成す
るため、あらゆる段階において、防衛省・自衛隊の
みならず、政府一体となった取組及び地方公共団体、
民間団体等との協力を可能とし、我が国が持てる力
を総合する防衛体制を構築する。特に、宇宙、サイ
バー、電磁波、海洋、科学技術といった分野におけ
る取組及び協力を加速するほか、宇宙、サイバー等
の分野の国際的な規範の形成に係る取組を推進す
る。

我が国が有するあらゆる政策手段を体系的に組み
合わせること等を通じ、平素からの戦略的なコミュ
ニケーションを含む取組を強化する。

有事やグレーゾーンの事態等の各種事態に対して
は、文民統制の下、これまでも態勢の強化に努めて
きたが、今後、政治がより強力なリーダーシップを
発揮し、迅速かつ的確に意思決定を行うことにより、
政府一体となってシームレスに対応する必要があり、
これを補佐する態勢も充実させる。また、国民の生
命・身体・財産を守る観点から、各種災害への対応
及び国民の保護のための体制を引き続き強化し、地
方公共団体と連携して避難施設の確保に取り組むと
ともに、緊急事態における在外邦人等の迅速な退避
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及び安全の確保のために万全の態勢を整える。さら
に、電力、通信といった国民生活に重要なインフラ
や、サイバー空間を守るための施策を進める。

以上の取組に加え、各種対応を的確に行うため、
平素から、関連する計画等の体系化を図りつつ、そ
れらの策定又は見直しを進めるとともに、シミュ
レーションや総合的な訓練・演習を拡充し、対処態
勢の実効性を高める。

（2）我が国の防衛力の強化
ア　防衛力の意義・必要性

防衛力は、我が国の安全保障を確保するための
最終的な担保であり、我が国に脅威が及ぶことを
抑止するとともに、脅威が及ぶ場合にはこれを排
除し、独立国家として国民の生命・身体・財産と
我が国の領土・領海・領空を主体的・自主的な努
力により守り抜くという、我が国の意思と能力を
表すものである。

同時に、防衛力は、平時から有事までのあらゆ
る段階で、日米同盟における我が国自身の役割を
主体的に果たすために不可欠のものであり、我が
国の安全保障を確保するために防衛力を強化する
ことは、日米同盟を強化することにほかならな
い。また、防衛力は、諸外国との安全保障協力に
おける我が国の取組を推進するためにも不可欠の
ものである。

このように、防衛力は、これまでに直面したこ
とのない安全保障環境の現実の下で、我が国が独
立国家として存立を全うするための最も重要な力
であり、主体的・自主的に強化していかなければ
ならない。

イ　真に実効的な防衛力―多次元統合防衛力
厳しさを増す安全保障環境の中で、軍事力の

質・量に優れた脅威に対する実効的な抑止及び対
処を可能とするためには、宇宙・サイバー・電磁
波といった新たな領域と陸・海・空という従来の
領域の組合せによる戦闘様相に適応することが死
活的に重要になっている。

このため、今後の防衛力については、個別の領
域における能力の質及び量を強化しつつ、全ての
領域における能力を有機的に融合し、その相乗効
果により全体としての能力を増幅させる領域横断

（クロス・ドメイン）作戦により、個別の領域に
おける能力が劣勢である場合にもこれを克服し、
我が国の防衛を全うできるものとすることが必要
である。

また、不確実性を増す安全保障環境の中で、我
が国を確実に防衛するためには、平時から有事ま
でのあらゆる段階における活動をシームレスに実
施できることが重要である。これまでも、多様な
活動を機動的・持続的に行い得る防衛力の構築に

努めてきたが、近年では、平素からのプレゼンス
維持、情報収集・警戒監視等の活動をより広範か
つ高頻度に実施しなければならず、このため、人
員、装備等に慢性的な負荷がかかり、部隊の練度
や活動量を維持できなくなるおそれが生じている。

このため、今後の防衛力については、各種活動
の持続性・強靭性を支える能力の質及び量を強化
しつつ、平素から、事態の特性に応じた柔軟かつ
戦略的な活動を常時継続的に実施可能なものとす
ることが必要である。

さらに、我が国の防衛力は、日米同盟の抑止力
及び対処力を強化するものであるとともに、多角
的・多層的な安全保障協力を推進し得るものであ
ることが必要である。

以上の観点から、今後、我が国は、統合運用に
よる機動的・持続的な活動を行い得るものとする
という、前大綱に基づく統合機動防衛力の方向性
を深化させつつ、宇宙・サイバー・電磁波を含む
全ての領域における能力を有機的に融合し、平時
から有事までのあらゆる段階における柔軟かつ戦
略的な活動の常時継続的な実施を可能とする、真
に実効的な防衛力として、多次元統合防衛力を構
築していく。

（3）防衛力が果たすべき役割
我が国の防衛力は、我が国にとって望ましい安全

保障環境を創出するとともに、脅威を抑止し、これ
に対処するため、以下の役割をシームレスかつ複合
的に果たせるものでなければならない。特に、国民
の命と平和な暮らしを守る観点から、平素から様々
な役割を果たしていくことがこれまで以上に重要で
ある。
ア　平時からグレーゾーンの事態への対応

積極的な共同訓練・演習や海外における寄港等
を通じて平素からプレゼンスを高め、我が国の意
思と能力を示すとともに、こうした自衛隊の部隊
による活動を含む戦略的なコミュニケーションを
外交と一体となって推進する。また、全ての領域
における能力を活用して、我が国周辺において広
域にわたり常時継続的な情報収集・警戒監視・偵
察（ISR）活動（以下「常続監視」という。）を
行うとともに、柔軟に選択される抑止措置等によ
り事態の発生・深刻化を未然に防止する。これら
各種活動による態勢も活用し、領空侵犯や領海侵
入といった我が国の主権を侵害する行為に対し、
警察機関等とも連携しつつ、即時に適切な措置を
講じる。

弾道ミサイル等の飛来に対しては、常時持続的
に我が国を防護し、万が一被害が発生した場合に
はこれを局限する。

イ　島嶼
しょ

部を含む我が国に対する攻撃への対応
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島嶼
しょ

部を含む我が国への攻撃に対しては、必要
な部隊を迅速に機動・展開させ、海上優勢・航空
優勢を確保しつつ、侵攻部隊の接近・上陸を阻止
する。海上優勢・航空優勢の確保が困難な状況に
なった場合でも、侵攻部隊の脅威圏の外から、そ
の接近・上陸を阻止する。万が一占拠された場合
には、あらゆる措置を講じて奪回する。

ミサイル、航空機等の経空攻撃に対しては、最
適の手段により、機動的かつ持続的に対応すると
ともに、被害を局限し、自衛隊の各種能力及び能
力発揮の基盤を維持する。

ゲリラ・特殊部隊による攻撃に対しては、原子
力発電所等の重要施設の防護並びに侵入した部隊
の捜索及び撃破を行う。

ウ　あらゆる段階における宇宙・サイバー・電磁波
の領域での対応

平素から、宇宙・サイバー・電磁波の領域にお
いて、自衛隊の活動を妨げる行為を未然に防止す
るために常時継続的に監視し、関連する情報の収
集・分析を行う。かかる行為の発生時には、速や
かに事象を特定し、被害の局限、被害復旧等を迅
速に行う。

我が国への攻撃に際しては、こうした対応に加
え、宇宙・サイバー・電磁波の領域を活用して攻
撃を阻止・排除する。

また、社会全般が宇宙空間やサイバー空間への
依存を高めていく傾向等を踏まえ、関係機関との
適切な連携・役割分担の下、政府全体としての総
合的な取組に寄与する。

エ　大規模災害等への対応
大規模災害等の発生に際しては、国民の生命・

身体・財産を守るため、所要の部隊を迅速に輸
送・展開し、初動対応に万全を期するとともに、
必要に応じ、対応態勢を長期間にわたり持続す
る。また、被災者や被災した地方公共団体のニー
ズに丁寧に対応するとともに、関係機関、地方公
共団体及び民間部門と適切に連携・協力し、人命
救助、応急復旧、生活支援等を行う。

オ　日米同盟に基づく米国との共同
平時から有事までのあらゆる段階において、

「日米防衛協力のための指針」を踏まえ、日米同
盟における我が国自身の役割を主体的に果たすこ
とにより、2で後述するような日米共同の活動を
効果的に実施する。

カ　安全保障協力の推進
地域の特性や相手国の実情を考慮した方針の下、

共同訓練・演習、防衛装備・技術協力、能力構築
支援、軍種間交流等を含む防衛協力・交流を戦略
的に推進するなど、3で後述するような安全保障
協力の強化のための取組を積極的に実施する。

2　日米同盟の強化
日米安全保障条約に基づく日米安全保障体制は、我

が国自身の防衛体制とあいまって、我が国の安全保障
の基軸である。また、日米安全保障体制を中核とする
日米同盟は、我が国のみならず、インド太平洋地域、
さらには国際社会の平和と安定及び繁栄に大きな役割
を果たしている。

国家間の競争が顕在化する中、普遍的価値と戦略的
利益を共有する米国との一層の関係強化は、我が国の
安全保障にとってこれまで以上に重要となっている。
また、米国も、同盟国との協力がより重要になってい
るとの認識を示している。

日米同盟は、平和安全法制により新たに可能となっ
た活動等を通じて、これまでも強化されてきたが、我
が国を取り巻く安全保障環境が格段に速いスピードで
厳しさと不確実性を増す中で、我が国の防衛の目標を
達成するためには、「日米防衛協力のための指針」の
下で、一層の強化を図ることが必要である。

日米同盟の一層の強化に当たっては、我が国が自ら
の防衛力を主体的・自主的に強化していくことが不可
欠の前提であり、その上で、同盟の抑止力・対処力の
強化、幅広い分野における協力の強化・拡大及び在日
米軍駐留に関する施策の着実な実施のための取組を推
進する必要がある。

（1）日米同盟の抑止力及び対処力の強化
平時から有事までのあらゆる段階や災害等の発生

時において、日米両国間の情報共有を強化するとと
もに、全ての関係機関を含む両国間の実効的かつ円
滑な調整を行い、我が国の平和と安全を確保するた
めのあらゆる措置を講ずる。

このため、各種の運用協力及び政策調整を一層深
化させる。特に、宇宙領域やサイバー領域等におけ
る協力、総合ミサイル防空、共同訓練・演習、共同
のISR活動及び日米共同による柔軟に選択される抑
止措置の拡大・深化、共同計画の策定・更新の推
進、拡大抑止協議の深化等を図る。これらに加え、
米軍の活動を支援するための後方支援や、米軍の艦
艇、航空機等の防護といった取組を一層積極的に実
施する。

（2）幅広い分野における協力の強化・拡大
自由で開かれた海洋秩序を維持・強化することを

含め、望ましい安全保障環境を創出するため、イン
ド太平洋地域における日米両国のプレゼンスを高め
ることも勘案しつつ、海洋分野等における能力構築
支援、人道支援・災害救援、海賊対処等について、
日米共同の活動を実施する。

また、日米共同の活動に当たり、日米がその能力
を十分に発揮するため、装備、技術、施設、情報協
力・情報保全等に関し、協力を強化・拡大する。

特に、日米共同の活動に資する装備品の共通化や
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各種ネットワークの共有を推進する。また、我が国
周辺における米軍の持続的な活動を支援し、我が国
装備品の高い可動率の確保にも資するため、米国製
装備品の国内における整備能力を確保する。

また、日米の能力を効率的に強化すべく、防衛力
強化の優先分野に係る共通の理解を促進しつつ、有
償援助（FMS）調達の合理化による米国の高性能
の装備品の効率的な取得、日米共同研究・開発等を
推進する。

さらに、訓練施設や訓練区域を含む自衛隊施設及
び米軍施設・区域について、共同使用に係る協力
や、強靭性の向上のための取組を推進する。

（3）在日米軍駐留に関する施策の着実な実施
接受国支援を始めとする様々な施策を通じ、在日

米軍の円滑かつ効果的な駐留を安定的に支えるとと
もに、在日米軍再編を着実に進め、米軍の抑止力を
維持しつつ、地元の負担を軽減していく。

特に、沖縄については、安全保障上極めて重要な
位置にあり、米軍の駐留が日米同盟の抑止力に大き
く寄与している一方、在日米軍施設・区域の多くが
集中していることを踏まえ、近年、米軍施設・区域
の返還等の沖縄の負担軽減を一層推進してきている
ところであり、引き続き、普天間飛行場の移設を含
む在沖縄米軍施設・区域の整理・統合・縮小、負担
の分散等を着実に実施することにより、沖縄の負担
軽減を図っていく。

3　安全保障協力の強化
自由で開かれたインド太平洋というビジョンを踏ま

え、地域の特性や相手国の実情を考慮しつつ、多角
的・多層的な安全保障協力を戦略的に推進する。その
一環として、防衛力を積極的に活用し、共同訓練・演
習、防衛装備・技術協力、能力構築支援、軍種間交流
等を含む防衛協力・交流に取り組む。また、グローバ
ルな安全保障上の課題への対応にも貢献する。こうし
た取組の実施に当たっては、外交政策との調整を十分
に図るとともに、日米同盟を基軸として、普遍的価値
や安全保障上の利益を共有する国々との緊密な連携を
図る。

（1）防衛協力・交流の推進
オーストラリアとの間では、相互運用性の更なる

向上等のため、外務・防衛閣僚協議（「2＋2」）等
の枠組みも活用しつつ、共同訓練・演習の拡充、防
衛装備・技術協力を一層推進するとともに、地域の
平和と安定のため、二国間で連携した能力構築支援
等の協力を進める。また、普遍的価値と戦略的利益
を共有する日米豪三国間の枠組みによる協力関係を
一層強化する。

インドとの間では、戦略的な連携を強化する観点
から、「2＋2」等の枠組みも活用しつつ、海洋安全
保障を始めとする幅広い分野において、共同訓練・

演習や防衛装備・技術協力を中心とする協力を推進
する。また、日米印三国間の連携を強化する。

東南アジア諸国との間では、地域協力の要となる
東南アジア諸国連合（ASEAN）の中心性・一体性
の強化の動きを支援しつつ、共同訓練・演習、防衛
装備・技術協力、能力構築支援等の具体的な二国
間・多国間協力を推進する。

韓国との間では、幅広い分野での防衛協力を進め
るとともに、連携の基盤の確立に努める。また、地
域における平和と安定を維持するため、日米韓三国
間の連携を引き続き強化する。

英国やフランスとの間では、インド太平洋地域に
おける海洋秩序の安定等のため、「2＋2」等の枠組
みも活用しつつ、より実践的な共同訓練・演習、防
衛装備・技術協力、二国間で連携した第三国との協
力等を推進する。欧州諸国並びにNATO及び欧州
連合（EU）との協力を強化する。

カナダ及びニュージーランドとの間では、共同訓
練・演習、二国間で連携した第三国との協力等を推
進する。

中国との間では、相互理解・信頼関係を増進する
ため、多層的な対話や交流を推進する。この際、中
国がインド太平洋地域の平和と安定のために責任あ
る建設的な役割を果たし、国際的な行動規範を遵守
するとともに、軍事力強化に係る透明性を向上する
よう引き続き促していく。また、両国間における不
測の事態を回避すべく、「日中防衛当局間の海空連
絡メカニズム」を両国間の信頼関係の構築に資する
形で運用していく。中国による我が国周辺海空域等
における活動に対しては、冷静かつ毅然として対応
する。

ロシアについては、相互理解・信頼関係の増進の
ため、「2＋2」を始めとする安全保障対話、ハイレ
ベル交流及び幅広い部隊間交流を推進するととも
に、共同訓練・演習を深化させる。

太平洋島嶼
しょ

国との間では、自衛隊の部隊による寄
港・寄航を行うとともに、各自衛隊の能力・特性を
活かした交流や協力を推進する。

中央アジア・中東・アフリカ諸国との間では、協
力関係の構築・強化を図るため、ハイレベルを含め
た交流や国連平和維持活動に係る能力構築支援等の
協力を推進する。

また、多国間枠組みについては、インド太平洋地
域の安全保障分野に係る議論や協力・交流の重要な
基盤となっている東アジア首脳会議（EAS）、拡大
ASEAN国防相会議（ADMMプラス）、ASEAN地
域フォーラム（ARF）等を重視し、域内諸国間の
協力・信頼関係の強化に貢献していく。

（2）グローバルな課題への対応
海洋における航行・飛行の自由や安全を確保する
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観点から、インド、スリランカ等の南アジア諸国、
東南アジア諸国といったインド太平洋地域の沿岸国
自身の海洋安全保障に関する能力の向上に資する協
力を推進する。また、共同訓練・演習や部隊間交流、
これらに合わせた積極的な寄港等を推進するととも
に、関係国と協力した海賊への対応や海洋状況把握

（MDA）の能力強化に係る協力等の取組を行う。
宇宙領域の利用については、関係国との協議や情

報共有、多国間演習への積極的な参加等を通じ、宇
宙状況監視（SSA）や宇宙システム全体の機能保証
等を含めた様々な分野での連携・協力を推進する。
また、サイバー領域の利用については、脅威認識の
共有、サイバー攻撃対処に関する意見交換、多国間
演習への参加等により、関係国との連携・協力を強
化する。

大量破壊兵器及びその運搬手段となり得るミサイ
ルの拡散や武器及び軍事転用可能な貨物・機微技術
の拡散については、関係国や国際機関等と協力しつ
つ、それらの不拡散のための取組を推進する。ま
た、自衛隊が保有する知見・人材を活用しつつ、自
律型致死兵器システム（LAWS）に関する議論を含
む国際連合等による軍備管理・軍縮に係る諸活動に
関与する。

国際平和協力活動等については、平和安全法制も
踏まえ、派遣の意義、派遣先国の情勢、我が国との
政治・経済的関係等を総合的に勘案しながら、主体
的に推進する。特に、これまでに蓄積した経験を活
かし、人材育成等に取り組みつつ、現地ミッション
司令部要員等の派遣や我が国が得意とする分野にお
ける能力構築支援等の活動を通じ積極的に貢献す
る。なお、ジブチ共和国において海賊対処のために
運営している自衛隊の活動拠点について、地域にお
ける安全保障協力等のための長期的・安定的な活用
に向け取り組む。

Ⅳ　防衛力強化に当たっての優先事項
1　基本的考え方

防衛力の強化は、格段に速度を増す安全保障環境の
変化に対応するために、従来とは抜本的に異なる速度
で行わなければならない。また、人口減少と少子高齢
化の急速な進展や厳しい財政状況を踏まえれば、予
算・人員をこれまで以上に効率的に活用することが必
要不可欠である。

このため、防衛力の強化に当たっては、特に優先す
べき事項について、可能な限り早期に強化することと
し、既存の予算・人員の配分に固執することなく、資
源を柔軟かつ重点的に配分するほか、所要の抜本的な
改革を行う。

この際、あらゆる分野での陸海空自衛隊の統合を一
層推進し、縦割りに陥ることなく、組織及び装備を最
適化する。特に、宇宙・サイバー・電磁波といった新

たな領域における能力、総合ミサイル防空、被害復
旧、輸送、整備、補給、警備、教育、衛生、研究等の
幅広い分野において統合を推進する。

一方、主に冷戦期に想定されていた大規模な陸上兵
力を動員した着上陸侵攻のような侵略事態への備えに
ついては、将来における情勢の変化に対応するための
最小限の専門的知見や技能の維持・継承に必要な範囲
に限り保持することとし、より徹底した効率化・合理
化を図る。

2　領域横断作戦に必要な能力の強化における優先事項
（1）宇宙・サイバー・電磁波の領域における能力の

獲得・強化
領域横断作戦を実現するため、優先的な資源配分

や我が国の優れた科学技術の活用により、宇宙・サ
イバー・電磁波といった新たな領域における能力を
獲得・強化する。この際、新たな領域を含む全ての
領域における能力を効果的に連接する指揮統制・情
報通信能力の強化・防護を図る。
ア　宇宙領域における能力

情報収集、通信、測位等のための人工衛星の活
用は領域横断作戦の実現に不可欠である一方、宇
宙空間の安定的利用に対する脅威は増大している。

このため、宇宙領域を活用した情報収集、通
信、測位等の各種能力を一層向上させるととも
に、宇宙空間の状況を地上及び宇宙空間から常時
継続的に監視する体制を構築する。また、機能保
証のための能力や相手方の指揮統制・情報通信を
妨げる能力を含め、平時から有事までのあらゆる
段階において宇宙利用の優位を確保するための能
力の強化に取り組む。

その際、民生技術を積極的に活用するととも
に、宇宙航空研究開発機構（JAXA）等の関係機
関や米国等の関係国との連携強化を図る。また、
宇宙領域を専門とする部隊や職種の新設等の体制
構築を行うとともに、宇宙分野での人材育成と知
見の蓄積を進める。

イ　サイバー領域における能力
サイバー領域を活用した情報通信ネットワーク

は、様々な領域における自衛隊の活動の基盤であ
り、これに対する攻撃は、自衛隊の組織的な活動
に重大な障害を生じさせるため、こうした攻撃を
未然に防止するための自衛隊の指揮通信システム
やネットワークに係る常時継続的な監視能力や被
害の局限、被害復旧等の必要な措置を迅速に行う
能力を引き続き強化する。また、有事において、
我が国への攻撃に際して当該攻撃に用いられる相
手方によるサイバー空間の利用を妨げる能力等、
サイバー防衛能力の抜本的強化を図る。

その際、専門的な知識・技術を持つ人材を大幅
に増強するとともに、政府全体の取組への寄与に
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も留意する。
ウ　電磁波領域における能力

電磁波は、活用範囲や用途の拡大により、現在
の戦闘様相における攻防の最前線として、主要な
領域の一つと認識されるようになってきている。
電磁波領域の優越を確保することも、領域横断作
戦の実現のために不可欠である。

このため、情報通信能力の強化、電磁波に関す
る情報収集・分析能力の強化及び情報共有態勢の
構築を推進するとともに、相手からの電磁波領域
における妨害等に際して、その効果を局限する能
力等を向上させる。また、我が国に対する侵攻を
企図する相手方のレーダーや通信等を無力化する
ための能力を強化する。こうした各種活動を円滑
に行うため、電磁波の利用を適切に管理・調整す
る機能を強化する。

（2）従来の領域における能力の強化
領域横断作戦の中で、宇宙・サイバー・電磁波の

領域における能力と一体となって、航空機、艦艇、
ミサイル等による攻撃に効果的に対処するための能
力を強化する。
ア　海空領域における能力

我が国への攻撃に実効的に対応するため、海上
優勢・航空優勢を獲得・維持することが極めて重
要である。

このため、我が国周辺海空域における常続監視
を広域にわたって実施する態勢を強化する。

また、無人水中航走体（UUV）を含む水中・
水上における対処能力を強化する。

さらに、柔軟な運用が可能な短距離離陸・垂直
着陸（STOVL）機を含む戦闘機体系の構築等に
より、特に、広大な空域を有する一方で飛行場が
少ない我が国太平洋側を始め、空における対処能
力を強化する。その際、戦闘機の離発着が可能な
飛行場が限られる中、自衛隊員の安全を確保しつ
つ、戦闘機の運用の柔軟性を更に向上させるた
め、必要な場合には現有の艦艇からのSTOVL機
の運用を可能とするよう、必要な措置を講ずる。

イ　スタンド・オフ防衛能力
各国の早期警戒管制能力や各種ミサイルの性能

が著しく向上していく中、自衛隊員の安全を確保
しつつ、我が国への攻撃を効果的に阻止する必要
がある。

このため、島嶼
しょ

部を含む我が国への侵攻を試み
る艦艇や上陸部隊等に対して、脅威圏の外からの
対処を行うためのスタンド・オフ火力等の必要な
能力を獲得するとともに、軍事技術の進展等に適
切に対応できるよう、関連する技術の総合的な研
究開発を含め、迅速かつ柔軟に強化する。

ウ　総合ミサイル防空能力

弾道ミサイル、巡航ミサイル、航空機等の多様
化・複雑化する経空脅威に対し、最適な手段によ
る効果的・効率的な対処を行い、被害を局限する
必要がある。

このため、ミサイル防衛に係る各種装備品に加
え、従来、各自衛隊で個別に運用してきた防空の
ための各種装備品も併せ、一体的に運用する体制
を確立し、平素から常時持続的に我が国全土を防
護するとともに、多数の複合的な経空脅威にも同
時対処できる能力を強化する。将来的な経空脅威
への対処の在り方についても検討を行う。

また、日米間の基本的な役割分担を踏まえ、日
米同盟全体の抑止力の強化のため、ミサイル発射
手段等に対する我が国の対応能力の在り方につい
ても引き続き検討の上、必要な措置を講ずる。

エ　機動・展開能力
島嶼

しょ

部への攻撃を始めとする各種事態に実効的
に対応するためには、適切な地域で所要の部隊が
平素から常時継続的に活動するとともに、状況に
応じた機動・展開を行うことが必要である。

このため、水陸両用作戦能力等を強化する。ま
た、迅速かつ大規模な輸送のため、島嶼

しょ

部の特性
に応じた基幹輸送及び端末輸送の能力を含む統合
輸送能力を強化するとともに、平素から民間輸送
力との連携を図る。

（3）持続性・強靭性の強化
平時から有事までのあらゆる段階において、必要

とされる各種活動を継続的に実施できるよう、後方
分野も含めた防衛力の持続性・強靭性を強化するこ
とが必要である。

このため、弾薬、燃料等の確保、海上輸送路の確
保、重要インフラの防護等に必要な措置を推進す
る。特に、関係府省等とも連携を図りつつ、弾薬、
燃料等の安全かつ着実な整備・備蓄等により持続性
を向上させる。また、自衛隊の運用に係る基盤等の
分散、復旧、代替等により、多層的に強靭性を向上
させる。さらに、従来の維持整備方法の見直し等に
より、より効果的・効率的な維持整備を図り、装備
品の高い可動率を確保する。

3　防衛力の中心的な構成要素の強化における優先事項
（1）人的基盤の強化

防衛力の中核は自衛隊員であり、自衛隊員の人材
確保と能力・士気の向上は防衛力の強化に不可欠で
ある。これらは人口減少と少子高齢化の急速な進展
によって喫緊の課題となっており、防衛力の持続
性・強靭性の観点からも、自衛隊員を支える人的基
盤の強化をこれまで以上に推進していく必要がある。

このため、地方公共団体等との連携を含む募集施
策の推進、大卒者等を含む採用層の拡大や女性の活
躍推進のための取組、自衛官の定年年齢の適切な引
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上げや退職自衛官の活用、予備自衛官等の活用や充
足向上のための取組といった、より幅広い層から多
様かつ優秀な人材を確保するための制度面を含む取
組に加え、人工知能等の技術革新の成果を活用した
無人化・省人化を推進する。

また、全ての自衛隊員が高い士気を維持し自らの
能力を十分に発揮し続けられるよう、生活・勤務環
境の改善を図るとともに、ワークライフバランスの
確保のため、防衛省・自衛隊における働き方改革を
推進する。

さらに、統合教育・研究の強化等、自衛隊の能力
及びその一体性を高めるための教育・研究の充実を
促進するほか、防衛省・自衛隊の組織マネジメント
能力に関する教育の強化を図る。これらに加え、栄
典・礼遇に関する施策の推進、任務の特殊性等を踏
まえた給与面の改善といった処遇の向上や、若年定
年退職制度の下にある自衛官の生活基盤の確保が国
の責務であることを踏まえた再就職支援の一層の充
実を図る。

（2）装備体系の見直し
現有の装備体系を統合運用の観点も踏まえて検証

し、合理的な装備体系を構築する。その際、各自衛
隊の運用に必要な能力等を踏まえつつ、装備品の
ファミリー化、装備品の仕様の最適化・共通化、各
自衛隊が共通して保有する装備品の共同調達等を行
うとともに、航空機等の種類の削減、重要度の低下
した装備品の運用停止、費用対効果の低いプロジェ
クトの見直しや中止等を行う。

（3）技術基盤の強化
軍事技術の進展を背景に戦闘様相が大きく変化す

る中、我が国の優れた科学技術を活かし、政府全体
として、防衛装備につながる技術基盤を強化するこ
とがこれまで以上に重要となっている。

このため、新たな領域に関する技術や、人工知能
等のゲーム・チェンジャーとなり得る最先端技術を
始めとする重要技術に対して選択と集中による重点
的な投資を行うとともに、研究開発のプロセスの合
理化等により研究開発期間の大幅な短縮を図る。こ
の際、企画提案方式の積極的な活用や、今後の我が
国の防衛に必要な能力に関する研究開発ビジョンの
策定等による予見可能性の向上により、企業の先行
投資の促進を図るとともに、その力を最大限に引き
出す。

さらに、国内外の関係機関との技術交流や関係府
省との連携の強化、安全保障技術研究推進制度の活
用等を通じ、防衛にも応用可能な先進的な民生技術
の積極的な活用に努める。

国内外の先端技術動向について調査・分析等を行
うシンクタンクの活用や創設等により、革新的・萌
芽的な技術の早期発掘やその育成に向けた体制を強

化する。
（4）装備調達の最適化

自衛隊の装備品の質及び量を必要かつ十分に確保
するためには、高性能の装備品を可能な限り安価に
取得する必要があり、予算の計上のみならず執行に
際しても、徹底したコスト管理・抑制を行う必要が
ある。

このため、長期契約を含め、装備品の効率的な調
達に資する計画的な取得方法の活用や維持整備の効
率化を推進する。また、国内外の企業間競争の促進
を図るとともに、国際共同開発・生産や海外移転も
念頭に置いた装備品の開発等を推進する。さらに、
米国の高性能な装備品を効率的に調達するため、
FMS調達の合理化を推進するとともに、米軍等と
の調達時期・仕様の整合に努める。これらに際して
は、ライフサイクル全体を通じたプロジェクト管理
の取組を更に強化する。

（5）産業基盤の強靭化
我が国の防衛産業は、装備品の生産・運用・維持

整備に必要不可欠の基盤である。高性能な装備品の
生産と高い可動率を確保するため、少量多種生産に
よる高コスト化、国際競争力の不足等の課題を克服
し、変化する安全保障環境に的確に対応できるよ
う、産業基盤を強靭化する必要がある。

このため、装備体系、技術基盤及び装備調達に係
る各種施策に加え、企業へのインセンティブの付与
も含め、企業間の競争環境の創出に向けた契約制度
の見直しを行う。また、装備品のサプライチェーン
のリスク管理を強化するとともに、輸入装備品等の
維持整備等に我が国の防衛産業が更に参画できるよ
う努める。さらに、我が国の安全保障に資する場合
等に装備移転を認め得るとする防衛装備移転三原則
の下、装備品の適切な海外移転を政府一体となって
推進するため、必要な運用改善に努める。同時に、
装備品に係る重要技術の流出を防ぐため、知的財産
管理、技術管理及び情報保全の強化を進める。以上
の各種施策を通じて、コストダウンと企業競争力の
向上を図ることにより、強靭な産業基盤の構築を目
指すとともに、そのための更なる方策についても検
討していく。

（6）情報機能の強化
政策判断や部隊運用に資する情報支援を適時・適

切に実施するため、情報機能を強化する。特に、各
種事態等の兆候を早期に察知し迅速に対応するとと
もに、中長期的な軍事動向等を踏まえた各種対応を
行うため、情報の収集・処理、分析・共有、保全の
各段階における機能を強化する。

その際、情報処理分野における技術動向にも留意
しつつ、新たな領域に係るものも含め、電波情報、
画像情報、人的情報、公開情報等に関する収集能
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力・態勢を強化するとともに、情報収集衛星を運用
する内閣衛星情報センター等の国内の関係機関や同
盟国等との連携を強化する。また、情報収集・分析
要員の確保・育成や、情報共有のためのシステムの
整備・連接等を進める。さらに、より強固な情報保
全体制を確立するとともに、カウンターインテリ
ジェンスに係る機能を強化する。

Ⅴ　自衛隊の体制等
宇宙・サイバー・電磁波といった新たな領域を含め、

領域横断作戦を実現するため、1のとおり統合運用を強
化するとともに、各自衛隊の体制を2から4までのとお
り整備することとする。また、将来の主要な編成、装備
等の具体的規模については、別表のとおりとする。
1　領域横断作戦の実現のための統合運用
（1）あらゆる分野で陸海空自衛隊の統合を一層推進

するため、自衛隊全体の効果的な能力発揮を迅速に
実現し得る効率的な部隊運用態勢や新たな領域に係
る態勢を統合幕僚監部において強化するとともに、
将来的な統合運用の在り方について検討する。ま
た、各自衛隊間の相互協力の観点を踏まえた警備及
び被害復旧に係る態勢を構築するなど、各自衛隊の
要員の柔軟な活用を図る。

（2）宇宙空間の状況を常時継続的に監視するととも
に、機能保証や相手方の指揮統制・情報通信を妨げ
ることを含め、平時から有事までのあらゆる段階に
おいて宇宙利用の優位を確保し得るよう、航空自衛
隊において宇宙領域専門部隊を保持するとともに、
統合運用に係る態勢を強化する。

（3）自衛隊の情報通信ネットワークを常時継続的に
監視するとともに、我が国への攻撃に際して当該攻
撃に用いられる相手方によるサイバー空間の利用を
妨げる能力等、サイバー防衛能力を抜本的に強化し
得るよう、共同の部隊としてサイバー防衛部隊を保
持する。

（4）電磁波の利用を統合運用の観点から適切に管
理・調整し得るよう、統合幕僚監部における態勢を
強化する。また、電磁波領域に係る情報収集・分析
や、侵攻を企図する相手方のレーダーや通信等の無
力化を行い得るよう、各自衛隊における態勢を強化
する。

（5）平素から常時持続的に我が国全土を防護すると
ともに、多数の複合的な経空脅威に同時対処し得る
よう、陸上自衛隊において地対空誘導弾部隊及び弾
道ミサイル防衛部隊、海上自衛隊においてイージ
ス・システム搭載護衛艦、航空自衛隊において地対
空誘導弾部隊を保持し、これらを含む総合ミサイル
防空能力を構築する。

（6）平時から有事までのあらゆる段階において、統
合運用の下、自衛隊の部隊等の迅速な機動・展開を
行い得るよう、共同の部隊として海上輸送部隊を保

持する。
2　陸上自衛隊の体制
（1）各種事態に即応し得るよう、高い機動力や警戒

監視能力を備え、機動運用を基本とする作戦基本部
隊（機動師団、機動旅団及び機甲師団）のほか、サ
イバー領域や電磁波領域における各種作戦、空挺、
水陸両用作戦、特殊作戦、航空輸送、特殊武器防
護、各国等との安全保障協力等を有効に実施し得る
よう、専門的機能を備えた部隊を、機動運用部隊と
して保持する。

この際、良好な訓練環境を踏まえ、統合輸送能力
により迅速に展開・移動させることを前提として、
高い練度を維持した機動運用を基本とする作戦基本
部隊の半数を北海道に保持する。

また、水陸機動団等の機動運用部隊による艦艇と
連携した活動や各種の訓練・演習といった平素から
の常時継続的な機動、自衛隊配備の空白地域となっ
ている島嶼

しょ

部への部隊配備、海上自衛隊及び航空自
衛隊とのネットワーク化の確立等により、抑止力・
対処力の強化を図る。

（2）島嶼
しょ

部等に対する侵攻に対処し得るよう、地対
艦誘導弾部隊及び島嶼

しょ

防衛用高速滑空弾部隊を保持
する。

（3）（1）に示す機動運用を基本とする部隊以外の作
戦基本部隊（師団・旅団）について、戦車及び火砲
を中心として部隊の編成・装備を見直すほか、各方
面隊直轄部隊についても航空火力に係る部隊の編
成・装備を見直し、効率化・合理化を徹底した上
で、地域の特性に応じて適切に配置する。

3　海上自衛隊の体制
（1）常続監視や対潜戦・対機雷戦等の各種作戦の効

果的な遂行による周辺海域の防衛や海上交通の安全
確保、各国等との安全保障協力等を機動的に実施し
得るよう、多様な任務への対応能力を向上させた護
衛艦等を含む増強された護衛艦部隊、掃海艦艇部隊
及び艦載回転翼哨戒機部隊を保持し、これら護衛艦
部隊及び掃海艦艇部隊から構成される水上艦艇部隊
を編成する。また、我が国周辺海域における平素か
らの警戒監視を強化し得るよう、哨戒艦部隊を保持
する。

その際、多様な任務への対応能力を向上させた護
衛艦について、複数クルーでの交替勤務の導入や、
警戒監視能力に優れた哨戒艦との連携により、常続
監視のための態勢を強化する。

（2）水中における情報収集・警戒監視を平素から我
が国周辺海域で広域にわたり実施するとともに、周
辺海域の哨戒及び防衛を有効に行い得るよう、増強
された潜水艦部隊を保持する。

その際、試験潜水艦の導入により、潜水艦部隊の
運用効率化と能力向上の加速を図り、常続監視のた
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めの態勢を強化する。
（3）洋上における情報収集・警戒監視を平素から我

が国周辺海域で広域にわたり実施するとともに、周
辺海域の哨戒及び防衛を有効に行い得るよう、固定
翼哨戒機部隊を保持する。

4　航空自衛隊の体制
（1）太平洋側の広大な空域を含む我が国周辺空域の

常時継続的な警戒監視等を行い得る警戒管制部隊の
ほか、グレーゾーンの事態等の情勢緊迫時におい
て、長期間にわたり空中における警戒監視・管制を
有効に行い得る増強された警戒航空部隊からなる航
空警戒管制部隊を保持する。

（2）太平洋側の広大な空域を含む我が国周辺空域に
おいて、戦闘機とその支援機能が一体となって我が
国の防空等を総合的な態勢で行い得るよう、能力の
高い戦闘機で増強された戦闘機部隊を保持する。ま
た、戦闘機部隊、警戒航空部隊等が各種作戦を広域
かつ持続的に遂行し得るよう、増強された空中給
油・輸送部隊を保持する。

（3）陸上部隊等の機動・展開、各国等との安全保障
協力等を効果的に実施し得るよう、航空輸送部隊を
保持する。

（4）我が国から比較的離れた地域での情報収集や事
態が緊迫した際の空中での常時継続的な監視を実施
し得るよう、無人機部隊を保持する。

Ⅵ　防衛力を支える要素
防衛力がその真価を発揮するためには、平素から絶え

ずその能力を維持・向上させるとともに、国民の幅広い
理解を得ることが必要である。
1　訓練・演習

自衛隊の戦術技量の維持・向上のため、必要に応じ
て、関係機関、地方公共団体や民間部門とも連携しな
がら、より実践的で効果的かつ計画的な訓練・演習を
実施する。その際、より実践的に訓練を行うため、北
海道を始めとした国内の演習場等や国外の良好な訓練
環境の整備・活用に加え、米軍施設・区域の共同使
用、自衛隊施設や米軍施設・区域以外の場所の利用等
を促進するとともに、シミュレーター等をより積極的
に導入する。さらに、事態に対処するための各種計画
を不断に検証し、見直すため、訓練・演習を積極的に
活用する。

2　衛生
自衛隊員の壮健性を維持するとともに、各種事態へ

の対処や国内外における多様な任務に対応し得るよ
う、衛生機能を強化する必要がある。

このため、隊員の生命を最大限守れるよう、第一線
から最終後送先までのシームレスな医療・後送態勢を
強化する。その際、地域の特性を踏まえつつ、南西地
域における自衛隊の衛生機能の強化を重視する。ま
た、自衛隊病院の拠点化・高機能化等により、効率的

で質の高い医療体制を確立する。さらに、自衛隊の部
隊の衛生に係る人材確保のため、防衛医科大学校の運
営改善を始めとする取組や、戦傷医療対処能力の向上
を含む教育・研究を充実・強化する。このほか、能力
構築支援を含む様々な国際協力に必要な態勢の整備を
推進する。

3　地域コミュニティーとの連携
一層厳しさと不確実性を増す安全保障環境の下、自

衛隊及び在日米軍の活動及び訓練・演習の多様化、装
備品の高度化等が進んでおり、防衛施設周辺の地方公
共団体や地元住民の理解及び協力を得ることはこれま
で以上に重要となっている。

このため、地方公共団体や地元住民に対し、平素か
ら防衛省・自衛隊の政策や活動に関する積極的な広報
を行うとともに、自衛隊及び在日米軍の部隊や装備品
の配備、訓練・演習等の実施に当たっては、地元に対
する説明責任を十分に果たしながら、地元の要望や情
勢に応じたきめ細かな調整を実施する。同時に、騒音
等への対策を含む防衛施設周辺対策事業を引き続き推
進する。

また、各種事態において自衛隊が迅速かつ確実に活
動を行うため、地方公共団体、警察・消防機関といっ
た関係機関との連携を一層強化する。

地方によっては、自衛隊の部隊の存在が地域コミュ
ニティーの維持・活性化に大きく貢献し、あるいは、
自衛隊による急患輸送が地域医療を支えている場合等
が存在することを踏まえ、部隊の改編や駐屯地・基地
等の配置に当たっては、地方公共団体や地元住民の理
解を得られるよう、地域の特性に配慮する。同時に、
駐屯地・基地等の運営に当たっては、地元経済への寄
与に配慮する。

4　知的基盤
安全保障・危機管理に対する国民の理解を促進する

ため、教育機関等における安全保障教育の推進に取り
組む。また、防衛省・自衛隊において、防衛研究所に
よる研究と政策支援を高い水準で両立させるため、政
策部門との間の連携を促進するとともに、防衛研究所
を中心とする研究体制を一層強化する。その際、政府
内の他の研究教育機関や国内外における優れた大学、
シンクタンク等との教育・研究に係る組織的な連携を
推進する。

Ⅶ　留意事項
1　本大綱に定める防衛力の在り方は、おおむね10年

程度の期間を念頭に置いたものであり、各種施策・計
画の実施過程を通じ、国家安全保障会議において定期
的に体系的な評価を行う。また、安全保障環境の変化
を見据え、真に実効的な防衛力を構築していくため、
今後の我が国の防衛に必要な能力に関する検証を実施
する。

2　評価・検証の中で、情勢に重要な変化が見込まれる
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場合には、その時点における安全保障環境等を勘案し
て検討を行い、所要の修正を行う。

3　格段に厳しさを増す財政事情と国民生活に関わる他
の予算の重要性等を勘案し、防衛力整備の一層の効率

化・合理化を図り、経費の抑制に努めるとともに、国
の他の諸施策との調和を図りつつ、防衛力全体として
円滑に十全な機能を果たし得るようにする。

（別表）

共同の部隊 サイバー防衛部隊
海上輸送部隊

1個防衛隊
1個輸送群

陸上自衛隊

編成定数
　　常備自衛官定員
　　即応予備自衛官員数

15万9千人
15万1千人

8千人

基幹部隊

機動運用部隊

3個機動師団
4個機動旅団
1個機甲師団
1個空挺団

1個水陸機動団
1個ヘリコプター団

地域配備部隊 5個師団
2個旅団

地対艦誘導弾部隊 5個地対艦ミサイル連隊
島嶼防衛用高速滑空弾部隊 2個高速滑空弾大隊
地対空誘導弾部隊 7個高射特科群／連隊
弾道ミサイル防衛部隊 2個弾道ミサイル防衛隊

海上自衛隊

基幹部隊

水上艦艇部隊
　うち護衛艦部隊
　　護衛艦・掃海艦艇部隊
潜水艦部隊
哨戒機部隊

4個群（8個隊）
2個群（13個隊）

6個潜水隊
9個航空隊

主要装備

護衛艦
（イージス・システム搭載護衛艦）
潜水艦
哨戒艦
作戦用航空機

54隻
（8隻）
22隻
12隻

約190機

航空自衛隊
基幹部隊

航空警戒管制部隊

戦闘機部隊
空中給油・輸送部隊
航空輸送部隊
地対空誘導弾部隊
宇宙領域専門部隊
無人機部隊

28個警戒隊
1個警戒航空団（3個飛行隊）

13個飛行隊
2個飛行隊
3個飛行隊

4個高射群（24個高射隊）
1個隊

1個飛行隊

主要装備 作戦用航空機
　うち戦闘機

約370機
約290機

（注）1　戦車及び火砲の現状（平成30年度末定数）の規模はそれぞれ約600両、約500両/門であるが、将来の規模はそれぞれ約300両、約
300両/門とする。

2　上記の戦闘機部隊13個飛行隊は、STOVL機で構成される戦闘機部隊を含むものとする。
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	資料6	 平成26年度以降に係る防衛計画の大綱について
平成25年12月17日　国家安全保障会議決定

閣 議 決 定
平成26年度以降に係る防衛計画の大綱について別紙の

とおり定める。
これに伴い、「平成23年度以降に係る防衛計画の大綱に

ついて」（平成22年12月17日安全保障会議及び閣議決定）
は、平成25年度限りで廃止する。

（別紙）
平成26年度以降に係る防衛計画の大綱

Ⅰ　策定の趣旨
我が国を取り巻く新たな安全保障環境の下、今後の我が

国の防衛の在り方について、「平成25年度の防衛力整備等
について」（平成25年1月25日安全保障会議及び閣議決定）
に基づき、「国家安全保障戦略について」（平成25年12月
17日国家安全保障会議及び閣議決定）を踏まえ、「平成26
年度以降に係る防衛計画の大綱」として、新たな指針を示
す。
Ⅱ　我が国を取り巻く安全保障環境

1　グローバルな安全保障環境においては、国家間の相
互依存関係が一層拡大・深化し、一国・一地域で生じ
た混乱や安全保障上の問題が、直ちに国際社会全体が
直面する安全保障上の課題や不安定要因に拡大するリ
スクが増大している。また、中国、インド等の更なる
発展及び米国の影響力の相対的な変化に伴うパワーバ
ランスの変化により、国際社会の多極化が進行してい
るものの、米国は、依然として世界最大の国力を有し
ており、世界の平和と安定のための役割を引き続き果
たしていくと考えられる。

国家間では、地域紛争が引き続き発生していること
に加え、領土や主権、海洋における経済権益等をめぐ
り、純然たる平時でも有事でもない事態、いわばグ
レーゾーンの事態が、増加する傾向にある。

大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散については、そ
の防止に向けた国際社会の取組にもかかわらず、依然
として大きな懸念となっている。また、統治機構が弱
体化した国家や破綻国家の存在は、国際テロの拡大・
拡散の温床となっている。これらは、引き続き差し
迫った課題となっている。

海洋においては、各地で海賊行為等が発生している
ことに加え、沿岸国が海洋に関する国際法についての
独自の主張に基づいて自国の権利を一方的に主張し、
又は行動する事例が見られるようになっており、公海
の自由が不当に侵害されるような状況が生じている。

また、技術革新の急速な進展を背景として、国際公
共財としての宇宙空間・サイバー空間といった領域の
安定的利用の確保が、我が国を含む国際社会の安全保
障上の重要な課題となっている。さらに、精密誘導兵
器関連技術、無人化技術、ステルス技術、ナノテクノ
ロジー等の進歩や拡散が進んでおり、今後の軍事戦略

や戦力バランスに大きな影響を与えるものとなってい
る。

2　我が国周辺を含むアジア太平洋地域においては、安
全保障上の課題等の解決のため、国家間の協力関係の
充実・強化が図られており、特に非伝統的安全保障分
野を中心に、問題解決に向けた具体的かつ実践的な協
力・連携の進展が見られる。他方、領土や主権、海洋
における経済権益等をめぐるグレーゾーンの事態が長
期化する傾向が生じており、これらがより重大な事態
に転じる可能性が懸念されている。

北朝鮮は、軍事を重視する体制をとり、大規模な軍
事力を展開している。また、核兵器を始めとする大量
破壊兵器やその運搬手段となり得る弾道ミサイルの開
発・配備・拡散等を進行させるとともに、大規模な特
殊部隊を保持するなど、非対称的な軍事能力を引き続
き維持・強化している。

さらに、北朝鮮は、朝鮮半島における軍事的な挑発
行為や、我が国を含む関係国に対する挑発的言動を強
め、地域の緊張を高める行為を繰り返してきている。
こうした北朝鮮の軍事動向は、我が国はもとより、地
域・国際社会の安全保障にとっても重大な不安定要因
となっており、我が国として、今後も強い関心を持っ
て注視していく必要がある。

特に、北朝鮮の弾道ミサイル開発は、累次にわたる
ミサイル発射により、長射程化や高精度化に資する技
術の向上が図られており、新たな段階に入ったと考え
られる。また、北朝鮮は、国際社会からの自制要求を
顧みず、核実験を実施しており、核兵器の小型化・弾
頭化の実現に至っている可能性も排除できない。こう
した北朝鮮の核・ミサイル開発は、我が国に対するミ
サイル攻撃の示唆等の挑発的言動とあいまって、我が
国の安全に対する重大かつ差し迫った脅威となってい
る。

中国は、地域と世界においてより協調的な形で積極
的な役割を果たすことが強く期待されている一方、継
続的に高い水準で国防費を増加させ、軍事力を広範か
つ急速に強化している。また、中国は、その一環とし
て、周辺地域への他国の軍事力の接近・展開を阻止
し、当該地域での他国の軍事活動を阻害する非対称的
な軍事能力の強化に取り組んでいると見られる。他
方、中国は、このような軍事力の強化の目的や目標を
明確にしておらず、軍事や安全保障に関する透明性が
十分確保されていない。

また、中国は、東シナ海や南シナ海を始めとする海
空域等における活動を急速に拡大・活発化させてい
る。特に、海洋における利害が対立する問題をめぐっ
ては、力を背景とした現状変更の試み等、高圧的とも
言える対応を示しており、我が国周辺海空域におい
て、我が国領海への断続的な侵入や我が国領空の侵犯
等を行うとともに、独自の主張に基づく「東シナ海防
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空識別区」の設定といった公海上空の飛行の自由を妨
げるような動きを含む、不測の事態を招きかねない危
険な行為を引き起こしている。

これに加えて、中国は、軍の艦艇や航空機による太
平洋への進出を常態化させ、我が国の北方を含む形で
活動領域を一層拡大するなど、より前方の海空域にお
ける活動を拡大・活発化させている。

こうした中国の軍事動向等については、我が国とし
て強く懸念しており、今後も強い関心を持って注視し
ていく必要がある。また、地域・国際社会の安全保障
上も懸念されるところとなっている。

ロシアは、軍改革を進展させ、即応態勢の強化とと
もに新型装備の導入等を中心とした軍事力の近代化に
向けた取組が見られる。また、ロシア軍の活動は、引
き続き活発化の傾向にある。

米国は、安全保障を含む戦略の重点をよりアジア太
平洋地域に置くとの方針（アジア太平洋地域へのリバ
ランス）を明確にし、財政面を始めとする様々な制約
がある中でも、地域の安定・成長のため、同盟国との
関係の強化や友好国との協力の拡大を図りつつ、地域
への関与、プレゼンスの維持・強化を進めている。ま
た、この地域における力を背景とした現状変更の試み
に対しても、同盟国、友好国等と連携しつつ、これを
阻止する姿勢を明確にしている。

3　四面環海の我が国は、長い海岸線、本土から離れた
多くの島嶼及び広大な排他的経済水域を有している。
海洋国家であり、資源や食料の多くを海外との貿易に
依存する我が国にとって、法の支配、航行の自由等の
基本的ルールに基づく、「開かれ安定した海洋」の秩
序を強化し、海上交通及び航空交通の安全を確保する
ことが、平和と繁栄の基礎である。

また、我が国は、自然災害が多発することに加え、
都市部に産業・人口・情報基盤が集中するとともに、
沿岸部に原子力発電所等の重要施設が多数存在してい
るという安全保障上の脆弱性を抱えている。東日本大
震災のような大規模震災が発生した場合、極めて甚大
な被害が生じ、その影響は、国内はもとより国際社会
にも波及し得る。今後、南海トラフ巨大地震や首都直
下型地震が発生する可能性があり、大規模災害等への
対処に万全を期す必要性が増している。

4　以上を踏まえると、冷戦期に懸念されていたような
主要国間の大規模武力紛争の蓋然性は、引き続き低い
ものと考えられるが、以上に述べたような、様々な安
全保障上の課題や不安定要因がより顕在化・先鋭化し
てきており、「平成23年度以降に係る防衛計画の大綱
について」（平成22年12月17日安全保障会議及び閣議
決定）の策定以降、我が国を取り巻く安全保障環境
は、一層厳しさを増している。こうした安全保障上の
課題や不安定要因は、多様かつ広範であり、一国のみ
では対応が困難である。こうした中、軍事部門と非軍

事部門との連携とともに、それぞれの安全保障上の課
題等への対応に利益を共有する各国が、地域・国際社
会の安定のために協調しつつ積極的に対応する必要性
が更に増大している。

Ⅲ　我が国の防衛の基本方針
1　基本方針

我が国は、国家安全保障戦略を踏まえ、国際協調主
義に基づく積極的平和主義の観点から、我が国自身の
外交力、防衛力等を強化し、自らが果たし得る役割の
拡大を図るとともに、日米同盟を基軸として、各国と
の協力関係を拡大・深化させ、我が国の安全及びアジ
ア太平洋地域の平和と安定を追求しつつ、世界の平和
と安定及び繁栄の確保に、これまで以上に積極的に寄
与していく。

かかる基本理念の下、総合的な防衛体制を構築し、
各種事態の抑止・対処のための体制を強化するととも
に、外交政策と密接な連携を図りながら、日米同盟を
強化しつつ、諸外国との二国間・多国間の安全保障協
力を積極的に推進するほか、防衛力の能力発揮のため
の基盤の確立を図る。

この際、我が国は、日本国憲法の下、専守防衛に徹
し、他国に脅威を与えるような軍事大国にならないと
の基本方針に従い、文民統制を確保し、非核三原則を
守りつつ、実効性の高い統合的な防衛力を効率的に整
備する。

核兵器の脅威に対しては、核抑止力を中心とする米
国の拡大抑止は不可欠であり、その信頼性の維持・強
化のために米国と緊密に協力していくとともに、併せ
て弾道ミサイル防衛や国民保護を含む我が国自身の取
組により適切に対応する。同時に、長期的課題である
核兵器のない世界の実現へ向けて、核軍縮・不拡散の
ための取組に積極的・能動的な役割を果たしていく。

2　我が国自身の努力
安全保障政策において、根幹となるのは自らが行う

努力であるとの認識に基づき、同盟国、友好国その他
の関係国（以下「同盟国等」という。）とも連携しつ
つ、国家安全保障会議の司令塔機能の下、平素から国
として総力を挙げて主体的に取り組み、各種事態の抑
止に努めるとともに、事態の発生に際しては、その推
移に応じてシームレスに対応する。

（1）総合的な防衛体制の構築
一層厳しさを増す安全保障環境の下、実効性の高

い統合的な防衛力を効率的に整備し、統合運用を基
本とする柔軟かつ即応性の高い運用に努めるととも
に、平素から、関係機関が緊密な連携を確保する。
また、各種事態の発生に際しては、政治の強力な
リーダーシップにより、迅速かつ的確に意思決定を
行い、地方公共団体、民間団体等とも連携を図りつ
つ、事態の推移に応じ、政府一体となってシームレ
スに対応し、国民の生命・財産と領土・領海・領空
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を確実に守り抜く。
また、各種災害への対応や国民の保護のための各

種体制を引き続き整備するとともに、緊急事態にお
いて在外邦人等を迅速に退避させ、その安全を確保
するために万全の態勢を整える。

以上の対応を的確に行うため、関連する各種計画
等の体系化を図りつつ、それらの策定又は見直しを
進めるとともに、シミュレーションや総合的な訓
練・演習を拡充し、対処態勢の実効性を高める。

（2）我が国の防衛力－統合機動防衛力の構築
防衛力は我が国の安全保障の最終的な担保であ

り、我が国に直接脅威が及ぶことを未然に防止し、
脅威が及ぶ場合にはこれを排除するという我が国の
意思と能力を表すものである。

今後の防衛力の在り方を検討するに当たっては、
我が国を取り巻く安全保障環境が刻々と変化する中
で、防衛力を不断に見直し、その変化に適応してい
かなければならない。このため、想定される各種事
態への対応について、自衛隊全体の機能・能力に着
目した統合運用の観点からの能力評価を実施し、総
合的な観点から特に重視すべき機能・能力を導き出
すことにより、限られた資源を重点的かつ柔軟に配
分していく必要がある。

また、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳し
さを増す中、平素の活動に加え、グレーゾーンの事
態を含め、自衛隊の対応が求められる事態が増加し
ており、かつ、そのような事態における対応も長期
化しつつある。このため、平素から、常時継続的な
情報収集・警戒監視・偵察（ISR）活動（以下「常
続監視」という。）を行うとともに、事態の推移に
応じ、訓練・演習を戦略的に実施し、また、安全保
障環境に即した部隊配置と部隊の機動展開を含む対
処態勢の構築を迅速に行うことにより、我が国の防
衛意思と高い能力を示し、事態の深刻化を防止す
る。また、各種事態が発生した場合には、事態に応
じ、必要な海上優勢及び航空優勢を確保して実効的
に対処し、被害を最小化することが、国民の生命・
財産と領土・領海・領空を守り抜く上で重要であ
る。

そのため、装備の運用水準を高め、その活動量を
増加させ、統合運用による適切な活動を機動的かつ
持続的に実施していくことに加え、防衛力をより強
靭なものとするため、各種活動を下支えする防衛力
の「質」及び「量」を必要かつ十分に確保し、抑止
力及び対処力を高めていく。

同時に、国際協調主義に基づく積極的平和主義の
立場から、我が国の安全保障と密接な関係を有する
アジア太平洋地域の安定化に向け、二国間・多国間
の協力関係を強化するとともに、防衛力の役割の多
様化と増大を踏まえ、グローバルな安全保障上の課

題等への取組として、国際平和協力活動（国連平和
維持活動、人道支援・災害救援等の非伝統的安全保
障問題への対応を始め、国際的な安全保障環境を改
善するために国際社会が協力して行う活動をいう。
以下同じ。）等をより積極的に実施していく。

以上の観点から、今後の防衛力については、安全
保障環境の変化を踏まえ、特に重視すべき機能・能
力についての全体最適を図るとともに、多様な活動
を統合運用によりシームレスかつ状況に臨機に対応
して機動的に行い得る実効的なものとしていくこと
が必要である。このため、幅広い後方支援基盤の確
立に配意しつつ、高度な技術力と情報・指揮通信能
力に支えられ、ハード及びソフト両面における即応
性、持続性、強靱性及び連接性も重視した統合機動
防衛力を構築する。

3　日米同盟の強化
日米安全保障条約に基づく日米安全保障体制は、我

が国自身の努力とあいまって我が国の安全保障の基軸
であり、また、日米安全保障体制を中核とする日米同
盟は、我が国のみならず、アジア太平洋地域、さらに
は世界全体の安定と繁栄のための「公共財」として機
能している。

米国は、アジア太平洋地域へのリバランス政策に基
づき、我が国を始めとする同盟国等との連携・協力を
強化しつつ、当該地域への関与、プレゼンスの維持・
強化を進めている。その一方で、我が国を取り巻く安
全保障環境は一層厳しさを増しており、日米同盟を強
化し、よりバランスのとれた、より実効的なものとす
ることが我が国の安全の確保にとってこれまで以上に
重要となっている。

（1）日米同盟の抑止力及び対処力の強化
米国の我が国及びアジア太平洋地域に対するコ

ミットメントを維持・強化し、我が国の安全を確保
するため、我が国自身の能力を強化することを前提
として、「日米防衛協力のための指針」の見直しを
進め、日米防衛協力を更に強化し、日米同盟の抑止
力及び対処力を強化していく。

同時に、一層厳しさを増す安全保障環境に対応す
るため、西太平洋における日米のプレゼンスを高め
つつ、グレーゾーンの事態における協力を含め、平
素から各種事態までのシームレスな協力態勢を構築
する。

そのため、共同訓練・演習、共同の情報収集・警
戒監視・偵察（ISR）活動及び米軍・自衛隊の施
設・区域の共同使用の拡大を引き続き推進するとと
もに、弾道ミサイル防衛、計画検討作業、拡大抑止
協議等、事態対処や中長期的な戦略を含め、各種の
運用協力及び政策調整を一層緊密に推進する。

（2）幅広い分野における協力の強化・拡大
海賊対処、能力構築支援、人道支援・災害救援、
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平和維持、テロ対策等の分野における協力のほか、
海洋・宇宙・サイバー分野における協力を強化し、
アジア太平洋地域を含む国際社会の平和と安定に寄
与する。

災害対応に関しては、在日米軍施設・区域の存在
を含め、米軍が国民の安全に大いに寄与した東日本
大震災における事例を踏まえつつ、国内外における
自衛隊と米軍との連携を一層強化する。

さらに、情報協力及び情報保全の取組、装備・技
術面での協力等の幅広い分野での協力関係を不断に
強化・拡大し、安定的かつ効果的な同盟関係を構築
する。

（3）在日米軍駐留に関する施策の着実な実施
接受国支援を始めとする様々な施策を通じ、在日

米軍の円滑かつ効果的な駐留を安定的に支えるとと
もに、在日米軍再編を着実に進め、米軍の抑止力を
維持しつつ、地元の負担を軽減していく。特に、沖
縄県については、安全保障上極めて重要な位置にあ
り、米軍の駐留が日米同盟の抑止力に大きく寄与し
ている一方、在日米軍施設・区域の多くが集中して
いることを踏まえ、普天間飛行場の移設を含む在沖
縄米軍施設・区域の整理・統合・縮小、負担の分散
等により、沖縄の負担軽減を図っていく。

4　安全保障協力の積極的な推進
（1）アジア太平洋地域における協力

アジア太平洋地域においては、災害救援を始めと
する非伝統的安全保障分野を中心とする具体的な協
力関係が進展していることに加え、ASEAN地域
フ ォ ー ラ ム（ARF）、 拡 大ASEAN国 防 相 会 議

（ADMMプラス）、東アジア首脳会議（EAS）等の
多国間枠組みや、ASEANによる地域統合への取組
が進展してきているものの、特に北東アジアにおけ
る安全保障上の課題等は深刻化している。このた
め、域内の対立的な機運や相互の警戒感を軽減する
ための協調的な各種取組を更に多層的に推進する。

我が国と共に北東アジアにおける米国のプレゼン
スを支える立場にある韓国との緊密な連携を推進
し、情報保護協定や物品役務相互提供協定（ACSA）
の締結等、今後の連携の基盤の確立に努める。

また、安全保障上の利益を共有し我が国との安全
保障協力が進展しているオーストラリアとの関係を
一層深化させ、国際平和協力活動等の分野での協力
を強化するとともに、共同訓練等を積極的に行い、
相互運用性の向上を図る。

さらに、日米韓・日米豪の三国間の枠組みによる
協力関係を強化し、この地域における米国の同盟国
相互の連携を推進する。

中国の動向は地域の安全保障に大きな影響を与え
得るため、相互理解の観点から、同国との安全保障
対話や交流を推進するとともに、不測の事態を防

止・回避するための信頼醸成措置の構築を進めてい
く。なお、同国による我が国周辺海空域等における
活動の急速な拡大・活発化に関しては、冷静かつ毅
然として対応していく。

ロシアに関しては、その軍の活動の意図に関する
理解を深め、信頼関係の増進を図るため、外務・防
衛閣僚協議（「2＋2」）を始めとする安全保障対話、
ハイレベル交流及び幅広い部隊間交流を推進すると
ともに、地域の安定に資するべく、共同訓練・演習
を深化させる。

また、東南アジア諸国等の域内パートナー国との
関係をより一層強化し、共同訓練・演習や能力構築
支援等を積極的に推進するほか、この地域における
災害の多発化・巨大化を踏まえ、防災面の協力を強
化する。インドとは、海洋安全保障分野を始めとす
る幅広い分野において、共同訓練・演習、国際平和
協力活動等の共同実施等を通じて関係の強化を図
る。

能力構築支援は、今後の安全保障環境の安定化及
び二国間の防衛協力強化に有効な取組であることか
ら、ODAを含む外交政策との調整を十分に図りつ
つ、共同訓練・演習、国際平和協力活動等と連携し
ながら推進する。また、積極的に能力構築支援を実
施している関係国との連携を強化しつつ、能力構築
支援の対象国及び支援内容を拡充していく。

現在進展しつつある域内の多国間安全保障協力・
対話において、米国やオーストラリアとも連携しな
がら、域内の協力関係の構築に主体的に貢献してい
く。また、多国間共同訓練・演習に積極的に参加し
ていくとともに、ARF、ADMMプラス等の多国間
枠組みも重視し域内諸国間の信頼醸成の強化に主要
な役割を果たす。

（2）国際社会との協力
グローバルな安全保障上の課題等は、一国のみで

対応することが極めて困難である。また、近年、軍
事力の役割が多様化し、紛争の抑止・対処や平和維
持のみならず、紛争直後期の復興支援等の平和構築
や国家間の信頼醸成・友好関係の増進において重要
な役割を果たす機会が増大している。

このため、我が国は、平素から、国際社会と連携
しつつ、グローバルな安全保障環境の改善のため、
各種取組を推進する。

同盟国や安全保障上の利益を共有する関係国及び
国際機関等と平素から協力しつつ、地域紛争、国際
テロの拡大・拡散、破綻国家、大量破壊兵器等の拡
散、海洋・宇宙空間・サイバー空間を巡る問題を始
めとするグローバルな安全保障上の課題等に対応す
るため、軍備管理・軍縮、不拡散、能力構築支援等
に関する各種取組を継続・強化する。

その際、特に欧州連合（EU）、北大西洋条約機構
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（NATO）及び欧州安全保障協力機構（OSCE）並
びに英国及びフランスを始めとする欧州諸国との協
力を一層強化し、これらの課題に連携して取り組む
とともに、装備・技術面での協力・交流を推進す
る。

国際協調主義に基づく積極的平和主義の下、アジ
ア太平洋地域の安全保障環境の一層の安定化とグ
ローバルな安全保障環境の改善のため、防衛・外交
当局間の密接な連携を保ちつつ、派遣の意義、派遣
先国の情勢、我が国との政治・経済的関係等を総合
的に勘案し、国際平和協力業務や国際緊急援助活動
を始めとする国際平和協力活動等を積極的かつ多層
的に推進する。

特に、国際平和協力活動等については、自衛隊の
能力を活用した活動を引き続き積極的に実施すると
ともに、現地ミッション司令部や国連PKO局等に
おける責任ある職域への自衛隊員の派遣を拡大す
る。また、幅広い分野における派遣を可能にするた
めの各種課題について検討を行い、必要な措置を講
ずる。併せて、自衛隊の経験・知見を活かし、国内
及び諸外国の平和構築のための人材の育成に寄与す
る。

Ⅳ　防衛力の在り方
1　防衛力の役割

今後の我が国の防衛力については、上記Ⅲ2（2）
の防衛力を構築するとの考え方の下、以下の分野にお
いて、求められる役割を実効的に果たし得るものと
し、その役割に十分対応できる態勢を保持することと
する。

（1）各種事態における実効的な抑止及び対処
各種事態に適時・適切に対応し、国民の生命・財

産と領土・領海・領空を確実に守り抜くため、平素
から諸外国の軍事動向等を把握するとともに、各種
兆候を早期に察知するため、我が国周辺を広域にわ
たり常続監視することで、情報優越を確保する。

このような活動等により、力による現状変更を許
容しないとの我が国の意思を明示し、各種事態の発
生を未然に防止する。

一方、グレーゾーンの事態を含む各種事態に対し
ては、その兆候段階からシームレスかつ機動的に対
応し、その長期化にも持続的に対応し得る態勢を確
保する。

また、複数の事態が連続的又は同時並行的に発生
する場合においても、事態に応じ、実効的な対応を
行う。

このような取組に際しては、特に以下の点を重視
する。
ア　周辺海空域における安全確保

平素から我が国周辺を広域にわたり常続監視す
るとともに、領空侵犯に対して即時適切な措置を

講じる。また、グレーゾーンの事態も含め、我が
国の主権を侵害し得る行為に対して実効的かつ機
動的に対応するとともに、当該行為が長期化・深
刻化した場合にも、事態の推移に応じシームレス
に対応し、我が国周辺海空域の防衛及び安全確保
に万全を期す。

イ　島嶼部に対する攻撃への対応
島嶼部に対する攻撃に対しては、安全保障環境

に即して配置された部隊に加え、侵攻阻止に必要
な部隊を速やかに機動展開し、海上優勢及び航空
優勢を確保しつつ、侵略を阻止・排除し、島嶼へ
の侵攻があった場合には、これを奪回する。その
際、弾道ミサイル、巡航ミサイル等による攻撃に
対して的確に対応する。

ウ　弾道ミサイル攻撃への対応
弾道ミサイル発射に関する兆候を早期に察知

し、多層的な防護態勢により、機動的かつ持続的
に対応する。万が一被害が発生した場合には、こ
れを局限する。また、弾道ミサイル攻撃に併せ、
同時並行的にゲリラ・特殊部隊による攻撃が発生
した場合には、原子力発電所等の重要施設の防護
並びに侵入した部隊の捜索及び撃破を行う。

エ　宇宙空間及びサイバー空間における対応
宇宙空間及びサイバー空間に関しては、平素か

ら、自衛隊の効率的な活動を妨げる行為を未然に
防止するための常続監視態勢を構築するととも
に、事態発生時には、速やかに事象を特定し、被
害の局限等必要な措置をとりつつ、被害復旧等を
迅速に行う。また、社会全般が宇宙空間及びサイ
バー空間への依存を高めていく傾向等を踏まえ、
関係機関の連携強化と役割分担の明確化を図る中
で、自衛隊の能力を活かし、政府全体としての総
合的な取組に寄与する。

オ　大規模災害等への対応
大規模災害等の発生に際しては、所要の部隊を

迅速に輸送・展開し、初動対応に万全を期すとと
もに、必要に応じ、対処態勢を長期間にわたり持
続する。また、被災住民や被災した地方公共団体
のニーズに丁寧に対応するとともに、関係機関、
地方公共団体及び民間部門と適切に連携・協力
し、人命救助、応急復旧、生活支援等を行う。

（2）アジア太平洋地域の安定化及びグローバルな安
全保障環境の改善

我が国周辺において、常続監視や訓練・演習等の
各種活動を適時・適切に実施することにより、我が
国周辺を含むアジア太平洋地域の安全保障環境の安
定を確保する。

また、同盟国等と連携しつつ、二国間・多国間の
防衛協力・交流、共同訓練・演習、能力構築支援等
を多層的に推進し、アジア太平洋地域の域内協力枠
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組みの構築・強化を含む安全保障環境の安定化のた
めの取組において枢要な役割を実効的に果たす。

軍事力の役割が多様化する中、地域紛争、国際テ
ロの拡大・拡散、破綻国家、大量破壊兵器等の拡散
等といったグローバルな安全保障上の課題等に適切
に対応するため、軍備管理・軍縮、不拡散に関する
各種取組を強化するとともに、国際平和協力活動、
海賊対処、能力構築支援等の各種活動を積極的に推
進し、グローバルな安全保障環境の改善に取り組
む。

以上の取組に際しては、特に以下の点を重視す
る。
ア　訓練・演習の実施

自衛隊による訓練・演習を適時・適切に実施す
るとともに、アジア太平洋地域における二国間・
多国間による共同訓練・演習を推進し、積極的か
つ目に見える形で、地域の安定化に向けた我が国
の意思と高い能力を示すとともに、関係国との協
力関係を構築・強化する。

イ　防衛協力・交流の推進
各国及び国際機関との相互理解及び信頼関係の

増進は、安全保障環境の安定化の基礎である。こ
れに加え、人道支援・災害救援、海洋・宇宙空
間・サイバー空間の安定的利用の確保等、共通の
関心を有する幅広い安全保障上の課題等について
協力関係を構築・強化するなど多層的な防衛協
力・交流を更に推進する。

ウ　能力構築支援の推進
自衛隊の能力を活用し、平素から継続的に人材

育成や技術支援等を通じて途上国自身の能力を向
上させることにより、主としてアジア太平洋地域
における安定を積極的・能動的に創出し、安全保
障環境の改善を図る。

エ　海洋安全保障の確保
海洋国家として、平和と繁栄の基礎である「開

かれ安定した海洋」の秩序を強化することは極め
て重要であることから、海上交通の安全確保に万
全を期す。また、関係国と協力して海賊に対応す
るとともに、この分野における沿岸国自身の能力
向上の支援、我が国周辺以外の海域における様々
な機会を利用した共同訓練・演習の充実等、各種
取組を推進する。

オ　国際平和協力活動の実施
関係機関や非政府組織等と連携しつつ、平和維

持から平和構築まで多様なニーズを有する国際平
和協力業務や国際緊急援助活動を始めとする国際
平和協力活動に積極的に取り組むとともに、より
主導的な役割を果たすことを重視する。その際、
事態に応じて迅速に国外に派遣できるよう即応態
勢を充実するとともに、海外での任務の長期化に

備えて、持続的に対処し得る態勢を強化する。
カ　軍備管理・軍縮及び不拡散の努力への協力

国際連合等が行う軍備管理・軍縮の分野におけ
る諸活動に積極的に関与する。その際、人的貢献
を含め、自衛隊の有する知見の積極的な活用を図
る。また、大量破壊兵器及びその運搬手段となり
得るミサイルの拡散や武器及び軍事転用可能な貨
物・技術の拡散は、我が国を含む国際社会の平和
と安定に対する重大な脅威であることから、関係
国や国際機関等と協力しつつ、それらの不拡散の
ための取組を推進する。

2　自衛隊の体制整備に当たっての重視事項
（1）基本的考え方

自衛隊は、上記の防衛力の役割を実効的に果たし
得る体制を保持することとし、体制の整備に当たっ
て、今後の防衛力整備において特に重視すべき機
能・能力を明らかにするため、想定される各種事態
について、統合運用の観点から能力評価を実施し
た。

かかる能力評価の結果を踏まえ、南西地域の防衛
態勢の強化を始め、各種事態における実効的な抑止
及び対処を実現するための前提となる海上優勢及び
航空優勢の確実な維持に向けた防衛力整備を優先す
ることとし、幅広い後方支援基盤の確立に配意しつ
つ、機動展開能力の整備も重視する。

一方、主に冷戦期に想定されていた大規模な陸上
兵力を動員した着上陸侵攻のような侵略事態への備
えについては、不確実な将来情勢の変化に対応する
ための最小限の専門的知見や技能の維持・継承に必
要な範囲に限り保持することとし、より一層の効率
化・合理化を徹底する。

（2）重視すべき機能・能力
効果的な防衛力を効率的に整備する観点から、米

軍との相互運用性にも配意した統合機能の充実に留
意しつつ、特に以下の機能・能力について重点的に
強化する。
ア　警戒監視能力

各種事態への実効的な抑止及び対処を確保する
ため、無人装備も活用しつつ、我が国周辺海空域
において航空機や艦艇等の目標に対する常続監視
を広域にわたって実施するとともに、情勢の悪化
に応じて態勢を柔軟に増強する。

イ　情報機能
各種事態等の兆候を早期に察知し迅速に対応す

るとともに、我が国周辺におけるものを始めとす
る中長期的な軍事動向等を踏まえた各種対応を行
うため、情報の収集・処理体制及び収集した情報
の分析・共有体制を強化する。

この際、人的情報、公開情報、電波情報、画像
情報等に関する収集機能及び無人機による常続監
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視機能の拡充を図るほか、画像・地図上において
各種情報を融合して高度に活用するための地理空
間情報機能の統合的強化、能力の高い情報収集・
分析要員の統合的かつ体系的な確保・育成のため
の体制の確立等を図る。

ウ　輸送能力
迅速かつ大規模な輸送・展開能力を確保し、所

要の部隊を機動的に展開・移動させるため、平素
から民間輸送力との連携を図りつつ、海上輸送力
及び航空輸送力を含め、統合輸送能力を強化す
る。その際、多様な輸送手段の特性に応じ、役割
分担を明確にし、機能の重複の回避を図る。

エ　指揮統制・情報通信能力
全国の部隊を機動的かつ統合的に運用し得る指

揮統制の体制を確立するため、各自衛隊の主要司
令部に所要の陸・海・空の自衛官を相互に配置
し、それぞれの知識及び経験の活用を可能とする
とともに、陸上自衛隊の各方面隊を束ねる統一司
令部の新設と各方面総監部の指揮・管理機能の効
率化・合理化等により、陸上自衛隊の作戦基本部
隊（師団・旅団）等の迅速・柔軟な全国的運用を
可能とする。

また、全国的運用を支えるための前提となる情
報通信能力について、島嶼部における基盤通信網
や各自衛隊間のデータリンク機能を始めとして、
その充実・強化を図る。

オ　島嶼部に対する攻撃への対応
島嶼部への攻撃に対して実効的に対応するため

の前提となる海上優勢及び航空優勢を確実に維持
するため、航空機や艦艇、ミサイル等による攻撃
への対処能力を強化する。

また、島嶼部に対する侵攻を可能な限り洋上に
おいて阻止するための統合的な能力を強化すると
ともに、島嶼への侵攻があった場合に速やかに上
陸・奪回・確保するための本格的な水陸両用作戦
能力を新たに整備する。

さらに、南西地域における事態生起時に自衛隊
の部隊が迅速かつ継続的に対応できるよう、後方
支援能力を向上させる。

なお、太平洋側の島嶼部における防空態勢の在
り方についても検討を行う。

カ　弾道ミサイル攻撃への対応
北朝鮮の弾道ミサイル能力の向上を踏まえ、我

が国の弾道ミサイル対処能力の総合的な向上を図
る。

弾道ミサイル防衛システムについては、我が国
全域を防護し得る能力を強化するため、即応態
勢、同時対処能力及び継続的に対処できる能力を
強化する。

また、日米間の適切な役割分担に基づき、日米

同盟全体の抑止力の強化のため、我が国自身の抑
止・対処能力の強化を図るよう、弾道ミサイル発
射手段等に対する対応能力の在り方についても検
討の上、必要な措置を講ずる。

キ　宇宙空間及びサイバー空間における対応
様々なセンサーを有する各種の人工衛星を活用

した情報収集能力や指揮統制・情報通信能力を強
化するほか、宇宙状況監視の取組等を通じて衛星
の抗たん性を高め、各種事態が発生した際にも継
続的に能力を発揮できるよう、効果的かつ安定的
な宇宙空間の利用を確保する。こうした取組に際
しては、国内の関係機関や米国との有機的な連携
を図る。

サイバー空間における対応については、自衛隊
の効率的な活動を妨げる行為を防止するため、統
合的な常続監視・対処能力を強化するとともに、
専門的な知識・技術を持つ人材や最新の機材を継
続的に強化・確保する。

ク　大規模災害等への対応
南海トラフ巨大地震等の大規模自然災害や原子

力災害を始めとする特殊災害といった各種の災害
に際しては、発災の初期段階における航空機等を
活用した空中からの被害情報の収集、救助活動、
応急復旧等の迅速な対応が死活的に重要であるこ
とを踏まえ、十分な規模の部隊を迅速に輸送・展
開するとともに、統合運用を基本としつつ、要員
のローテーション態勢を整備することで、長期間
にわたり、持続可能な対処態勢を構築する。

ケ　国際平和協力活動等への対応
国際平和協力活動等において人員・部隊の安全

を確保しつつ任務を遂行するために必要な防護能
力を強化する。また、アフリカ等の遠隔地での長
期間の活動も見据えた輸送・展開能力及び情報通
信能力並びに円滑かつ継続的な活動実施のための
補給・衛生等の体制整備に取り組む。

加えて、国際平和協力活動等を効果的に実施す
る観点から、海賊対処のために自衛隊がジブチに
有する拠点を一層活用するための方策を検討す
る。

さらに、活動に必要な情報収集能力を強化する
とともに、任務に応じた適切な能力を有する人材
を継続的に派遣し得る教育・訓練・人事管理体制
を強化する。

3　各自衛隊の体制
各自衛隊の体制については、（1）から（3）までの

とおり整備することとする。また、将来の主要な編
成、装備等の具体的規模については、別表のとおりと
する。

（1）陸上自衛隊
ア　島嶼部に対する攻撃を始めとする各種事態に即
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応し、実効的かつ機動的に対処し得るよう、高い
機動力や警戒監視能力を備え、機動運用を基本と
する作戦基本部隊（機動師団、機動旅団及び機甲
師団）を保持するほか、空挺、水陸両用作戦、特
殊作戦、航空輸送、特殊武器防護及び国際平和協
力活動等を有効に実施し得るよう、専門的機能を
備えた機動運用部隊を保持する。

この際、良好な訓練環境を踏まえ、2（2）ウに
示す統合輸送能力により迅速に展開・移動させる
ことを前提として、高い練度を維持した機動運用
を基本とする作戦基本部隊の半数を北海道に保持
する。

また、自衛隊配備の空白地域となっている島嶼
部への部隊配備、上記の各種部隊の機動運用、海
上自衛隊及び航空自衛隊との有機的な連携・ネッ
トワーク化の確立等により、島嶼部における防衛
態勢の充実・強化を図る。

イ　島嶼部等に対する侵攻を可能な限り洋上におい
て阻止し得るよう、地対艦誘導弾部隊を保持す
る。

ウ　（3）エの地対空誘導弾部隊と連携し、作戦部隊
及び重要地域の防空を有効に行い得るよう、地対
空誘導弾部隊を保持する。

エ　アに示す機動運用を基本とする部隊以外の作戦
基本部隊（師団・旅団）について、戦車及び火砲
を中心として部隊の編成・装備を見直し、効率
化・合理化を徹底した上で、地域の特性に応じて
適切に配置する。

（2）海上自衛隊
ア　常続監視や対潜戦等の各種作戦の効果的な遂行

による周辺海域の防衛や海上交通の安全確保及び
国際平和協力活動等を機動的に実施し得るよう、
多様な任務への対応能力の向上と船体のコンパク
ト化を両立させた新たな護衛艦等により増強され
た護衛艦部隊及び艦載回転翼哨戒機部隊を保持す
る。

なお、当該護衛艦部隊は、（3）エの地対空誘導
弾部隊とともに、弾道ミサイル攻撃から我が国を
多層的に防護し得る機能を備えたイージス・シス
テム搭載護衛艦を保持する。

イ　水中における情報収集・警戒監視を平素から我
が国周辺海域で広域にわたり実施するとともに、
周辺海域の哨戒及び防衛を有効に行い得るよう、
増強された潜水艦部隊を保持する。

ウ　洋上における情報収集・警戒監視を平素から我
が国周辺海域で広域にわたり実施するとともに、
周辺海域の哨戒及び防衛を有効に行い得るよう、
固定翼哨戒機部隊を保持する。

エ　アの多様な任務への対応能力の向上と船体のコ
ンパクト化を両立させた新たな護衛艦と連携し、

我が国周辺海域の掃海を有効に行い得るよう、掃
海部隊を保持する。

（3）航空自衛隊
ア　我が国周辺のほぼ全空域を常時継続的に警戒監

視するとともに、我が国に飛来する弾道ミサイル
を探知・追尾し得る地上警戒管制レーダーを備え
た警戒管制部隊のほか、グレーゾーンの事態等の
情勢緊迫時において、長期間にわたり空中におけ
る警戒監視・管制を有効に行い得る増強された警
戒航空部隊からなる航空警戒管制部隊を保持す
る。

イ　戦闘機とその支援機能が一体となって我が国の
防空等を総合的な態勢で行い得るよう、能力の高
い戦闘機で増強された戦闘機部隊を保持する。ま
た、戦闘機部隊、警戒航空部隊等が我が国周辺空
域等で各種作戦を持続的に遂行し得るよう、増強
された空中給油・輸送部隊を保持する。

ウ　陸上部隊等の機動展開や国際平和協力活動等を
効果的に実施し得るよう、航空輸送部隊を保持す
る。

エ　（1）ウの地対空誘導弾部隊と連携し、重要地域
の防空を実施するほか、（2）アのイージス・シス
テム搭載護衛艦とともに、弾道ミサイル攻撃から
我が国を多層的に防護し得る機能を備えた地対空
誘導弾部隊を保持する。

Ⅴ　防衛力の能力発揮のための基盤
防衛力に求められる多様な活動を適時・適切に行うた

めには、単に主要な編成、装備等を整備するだけでは十
分ではなく、防衛力が最大限効果的に機能するよう、こ
れを下支えする種々の基盤も併せて強化することが必要
不可欠である。その主な事項は、以下のとおりである。
1　訓練・演習

平素から、訓練・演習を通じ、事態に対処するため
の各種計画を不断に検証し、見直すとともに、各自衛
隊の戦術技量の向上のため、訓練・演習の充実・強化
に努める。その際、北海道の良好な訓練環境を一層活
用するとともに、関係機関や民間部門とも連携し、よ
り実践的な訓練・演習を体系的かつ計画的に実施す
る。

自衛隊の演習場等に制約がある南西地域において、
日米共同訓練・演習を含む適時・適切な訓練・演習を
実施し得るよう、地元との関係に留意しつつ、米軍施
設・区域の自衛隊による共同使用を進めること等によ
り、良好な訓練環境を確保する。

2　運用基盤
部隊等が迅速に展開し、各種事態に効果的に対応し

得るよう、その運用基盤である各種支援機能を維持す
る観点から、駐屯地・基地等の復旧能力を含めた抗た
ん性を高める。

また、各自衛隊施設について、その一部が老朽化し
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ている現状等も踏まえ、着実な整備に努めるととも
に、各種事態に際しての迅速な参集のため、必要な宿
舎の整備を進め、即応性を確保する。

民間空港及び港湾についても事態に応じて早期に自
衛隊等の運用基盤として使用し得るよう、平素からの
体制の在り方も含め、必要な検討を行う。さらに、任
務に従事する隊員や留守家族の不安を軽減するよう、
各種家族支援施策を実施する。

必要な弾薬を確保・備蓄するとともに、装備品の維
持整備に万全を期すことにより、装備品の可動率の向
上等、装備品の運用基盤の充実・強化を図る。

3　人事教育
近年、装備品が高度化・複雑化し、任務が多様化・

国際化する中、技能、経験、体力、士気等の様々な要
素を勘案しつつ、精強性を確保し、厳しい財政事情の
下で人材を有効に活用する観点から、人事制度改革に
関する施策を行う。

そのため、各自衛隊の任務や特性を踏まえつつ、適
正な階級構成及び年齢構成を確保するための施策を実
施する。

女性自衛官の更なる活用や再任用を含む人材を有効
に活用するための施策及び栄典・礼遇に関する施策を
推進する。また、統合運用体制を強化するため、教
育・訓練の充実、統合幕僚監部及び関係府省等におけ
る勤務等を通じ、広い視野・発想や我が国の安全保障
に関する幅広い経験を有し、政府の一員として各種事
態等に柔軟に即応できる人材を十分に確保する。

社会の少子化・高学歴化に伴う募集環境の悪化を踏
まえ、自衛隊が就職対象として広く意識されるよう、
多様な募集施策を推進する。

さらに、一般の公務員より若年で退職を余儀なくさ
れる自衛官の生活基盤を確保することは国の責務であ
ることを踏まえ、地方公共団体や関係機関との連携を
強化すること等により、再就職支援を推進する。

より多様化・長期化する事態における持続的な部隊
運用を支えるため、航空機の操縦等の専門的技能を要
するものを含め、幅広い分野で予備自衛官の活用を進
めるとともに、予備自衛官等の充足向上等のための施
策を実施する。

4　衛生
自衛隊員の壮健性を維持し、各種事態や国際平和協

力活動等の多様な任務への対応能力を強化するため、
自衛隊病院の拠点化・高機能化等を進め、防衛医科大
学校病院等の運営の改善を含め効率的かつ質の高い医
療体制を確立する。また医官・看護師・救急救命士等
の確保・育成を一層重視する。

このほか、事態対処時における救急救命措置に係る
制度改正を含めた検討を行い、第一線の救護能力の向
上や統合機能の充実の観点を踏まえた迅速な後送態勢
の整備を図る。

5　防衛生産・技術基盤
適切な水準の防衛生産・技術基盤は、装備品の生

産・運用・維持整備のみならず、我が国の運用環境に
適した装備品の研究開発にも不可欠であり、潜在的に
抑止力の向上にも寄与するものである。

一方、厳しい財政事情や、装備品の高度化・複雑化
に伴う単価の上昇等を背景に、各種装備品の調達数量
は減少傾向にある。また、国外において、国境を越え
た防衛産業の大規模な再編が進展した結果、海外企業
の競争力が増しつつあるなど、我が国の防衛生産・技
術基盤を取り巻く環境は厳しさを増している。

以上の状況の下、我が国の防衛生産・技術基盤の維
持・強化を早急に図るため、我が国の防衛生産・技術
基盤全体の将来ビジョンを示す戦略を策定するととも
に、装備品の民間転用等を推進する。

また、平和貢献・国際協力において、自衛隊が携行
する重機等の防衛装備品の活用や被災国等への供与

（以下「防衛装備品の活用等」という。）を通じ、より
効果的な協力ができる機会が増加している。また、防
衛装備品の高性能化を実現しつつ、費用の高騰に対応
するため、国際共同開発・生産が国際的主流となって
いる。こうした中、国際協調主義に基づく積極的平和
主義の観点から、防衛装備品の活用等による平和貢
献・国際協力に一層積極的に関与するとともに、防衛
装備品等の共同開発・生産等に参画することが求めら
れている。

こうした状況を踏まえ、武器輸出三原則等がこれま
で果たしてきた役割にも十分配意した上で、移転を禁
止する場合の明確化、移転を認め得る場合の限定及び
厳格審査、目的外使用及び第三国移転に係る適正管理
の確保等に留意しつつ、武器等の海外移転に関し、新
たな安全保障環境に適合する明確な原則を定めること
とする。

6　装備品の効率的な取得
研究開発を含め、装備品の効果的・効率的な取得を

実現するため、プロジェクト・マネージャーの仕組み
を制度化し、技術的視点も含め、装備品のライフサイ
クルを通じたプロジェクト管理を強化するとともに、
更なる長期契約の導入の可否や企業の価格低減インセ
ンティブを引き出すための契約制度の更なる整備を検
討し、ライフサイクルを通じての費用対効果の向上を
図る。

また、民間能力の有効活用等による補給態勢の改革
により、即応性及び対処能力の向上を目指す。さら
に、取得プロセスの透明化及び契約制度の適正化を不
断に追求し、装備品を一層厳正な手続を経て取得する
ように努める。

7　研究開発
厳しい財政事情の下、自衛隊の運用に係るニーズに

合致した研究開発の優先的な実施を担保するため、研
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究開発の開始に当たっては、防衛力整備上の優先順位
との整合性を確保する。

また、新たな脅威に対応し、戦略的に重要な分野に
おいて技術的優位性を確保し得るよう、最新の科学技
術動向、戦闘様相の変化、費用対効果、国際共同研究
開発の可能性等も踏まえつつ、中長期的な視点に基づ
く研究開発を推進する。

安全保障の観点から、技術開発関連情報等、科学技
術に関する動向を平素から把握し、産学官の力を結集
させて、安全保障分野においても有効に活用し得るよ
う、先端技術等の流出を防ぐための技術管理機能を強
化しつつ、大学や研究機関との連携の充実等により、
防衛にも応用可能な民生技術（デュアルユース技術）
の積極的な活用に努めるとともに、民生分野への防衛
技術の展開を図る。

以上の取組の目的を達成するための防衛省の研究開
発態勢について検討する。

8　地域コミュニティーとの連携
各種事態において自衛隊が的確に対処するため、地

方公共団体、警察・消防機関等の関係機関との連携を
一層強化する。こうした地方公共団体等との緊密な連
携は、防衛施設の効果的な整備及び円滑な運営のみな
らず、自衛官の募集、再就職支援等の確保といった観
点からも極めて重要である。

このため、防衛施設の整備・運営のための防衛施設
周辺対策事業を引き続き推進するとともに、平素から
地方公共団体や地元住民に対し、防衛省・自衛隊の政
策や活動に関する積極的な広報等の各種施策を行い、
その理解及び協力の獲得に努める。

地方によっては、自衛隊の部隊の存在が地域コミュ
ニティーの維持・活性化に大きく貢献し、あるいは、
自衛隊の救難機等による急患輸送が地域医療を支えて
いる場合等が存在することを踏まえ、部隊の改編や駐
屯地・基地等の配置に当たっては、地方公共団体や地
元住民の理解を得られるよう、地域の特性に配慮す

る。同時に、駐屯地・基地等の運営に当たっては、地
元経済への寄与に配慮する。

9　情報発信の強化
自衛隊の任務を効果的に遂行していく上で必要な国

内外の理解を得るため、戦略的な広報活動を強化し、
多様な情報媒体を活用して情報発信の充実に努める。

10　知的基盤の強化
国民の安全保障・危機管理に対する理解を促進する

ため、教育機関等における安全保障教育の推進に取り
組む。また、防衛研究所を中心とする防衛省・自衛隊
の研究体制を強化するとともに、政府内の他の研究教
育機関や国内外の大学、シンクタンク等との教育・研
究交流を含む各種連携を推進する。

11　防衛省改革の推進
文官と自衛官の一体感を醸成するとともに、防衛力整備

の全体最適化、統合運用機能の強化、政策立案・情報発信
機能の強化等を実現するため、防衛省の業務及び組織を不
断に見直し、改革を推進する。
Ⅵ　留意事項

1　本大綱に定める防衛力の在り方は、おおむね10年
程度の期間を念頭に置いたものであり、各種施策・計
画の実施過程を通じ、国家安全保障会議において定期
的に体系的な評価を行うとともに、統合運用を踏まえ
た能力評価に基づく検証も実施しつつ、適時・適切に
これを発展させていきながら、円滑・迅速・的確な移
行を推進する。

2　評価・検証の中で、情勢に重要な変化が見込まれる
場合には、その時点における安全保障環境等を勘案し
て検討を行い、所要の修正を行う。

3　格段に厳しさを増す財政事情を勘案し、防衛力整備
の一層の効率化・合理化を図り、経費の抑制に努める
とともに、国の他の諸施策との調和を図りつつ、防衛
力全体として円滑に十全な機能を果たし得るようにす
る。
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（別表）

区　　分 現状（平成25年度末） 将　　来

陸上自衛隊

編成定数
　常備自衛官定員
　即応予備自衛官員数

約15万9千人
約15万1千人

約8千人

15万9千人
15万1千人

8千人

基幹部隊

機動運用部隊 中央即応集団
1個機甲師団

3個機動師団
4個機動旅団
1個機甲師団
1個空挺団

1個水陸機動団
1個ヘリコプター団

地域配備部隊 8個師団
6個師団

5個師団
2個旅団

地対艦誘導弾部隊 5個地対艦ミサイル連隊 5個地対艦ミサイル連隊
地対空誘導弾部隊 8個高射特科群/連隊 7個高射特科群/連隊

海上自衛隊

基幹部隊

護衛艦部隊
　
潜水艦部隊
掃海部隊
哨戒機部隊

4個護衛隊群（8個護衛隊）
5個護衛隊
5個潜水隊
1個掃海隊群
9個航空隊

4個護衛隊群（8個護衛隊）
6個護衛隊
6個潜水隊
1個掃海隊群
9個航空隊

主要装備
護衛艦
（イージス・システム搭載護衛艦）
潜水艦
作戦用航空機

47隻
（6隻）
16隻

約170機

54隻
（8隻）
22隻

約170機

航空自衛隊
基幹部隊

航空警戒管制部隊
　
戦闘機部隊
航空偵察部隊
空中給油・輸送部隊
航空輸送部隊
地対空誘導弾部隊

8個警戒群
20個警戒隊

1個警戒航空隊（2個飛行隊）
12個飛行隊
1個飛行隊
1個飛行隊
3個飛行隊
6個高射群

　
28個警戒隊

1個警戒航空隊（3個飛行隊）
13個飛行隊

―
2個飛行隊
3個飛行隊
6個高射群

主要装備 作戦用航空機
うち戦闘機

約340機
約260機

約360機
約280機

（注）1　戦車及び火砲の現状（平成25年度末定数）の規模はそれぞれ約700両、約600両/門であるが、将来の規模はそれぞれ約300両、約
300両/門とする。

2　弾道ミサイル防衛にも使用し得る主要装備・基幹部隊については、上記の護衛艦（イージス・システム搭載護衛艦）、航空警戒管制部
隊及び地対空誘導弾部隊の範囲内で整備することとする。
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	資料7	 中期防衛力整備計画（平成31年度～平成35年
度）について

平成30年12月18日　国家安全保障会議決定
閣 議 決 定

平成31年度から平成35年度までを対象とする中期防衛
力整備計画について、「平成31年度以降に係る防衛計画の
大綱について」（平成30年12月18日国家安全保障会議決定
及び閣議決定）に従い、別紙のとおり定める。
（別紙）

中期防衛力整備計画（平成31年度～平成35年度）
Ⅰ　計画の方針

平成31年度から平成35年度（2023年度）までの防衛
力整備に当たっては、「平成31年度以降に係る防衛計画
の大綱について」（平成30年12月18日国家安全保障会議
決定及び閣議決定）に従い、統合運用による機動的・持
続的な活動を行い得るものとするという、「平成26年度
以降に係る防衛計画の大綱について」（平成25年12月17
日国家安全保障会議及び閣議決定）に基づく統合機動防
衛力の方向性を深化させつつ、宇宙・サイバー・電磁波
を含む全ての領域における能力を有機的に融合し、平時
から有事までのあらゆる段階における柔軟かつ戦略的な
活動の常時継続的な実施を可能とする、真に実効的な防
衛力として、多次元統合防衛力の構築に向け、防衛力の
大幅な強化を行う。

この際、格段に速度を増す安全保障環境の変化に対応
するため、従来とは抜本的に異なる速度で防衛力を強化
する。また、人口減少と少子高齢化の急速な進展や厳し
い財政状況を踏まえ、既存の予算・人員の配分に固執す
ることなく、資源を柔軟かつ重点的に配分し、効果的に
防衛力を強化する。さらに、あらゆる分野での陸海空自
衛隊の統合を一層推進し、縦割りに陥ることなく、組織
及び装備を最適化する。

以上を踏まえ、以下を計画の基本として、防衛力の整
備、維持及び運用を効果的かつ効率的に行うこととする。
1　領域横断作戦を実現するため、優先的な資源配分や

我が国の優れた科学技術の活用により、宇宙・サイ
バー・電磁波といった新たな領域における能力を獲
得・強化するとともに、新たな領域を含む全ての領域
における能力を効果的に連接する指揮統制・情報通信
能力の強化・防護を図る。また、領域横断作戦の中
で、宇宙・サイバー・電磁波の領域における能力と一
体となって、航空機、艦艇、ミサイル等による攻撃に
効果的に対処するため、海空領域における能力、スタ
ンド・オフ防衛能力、総合ミサイル防空能力、機動・
展開能力を強化する。さらに、平時から有事までのあ
らゆる段階において、必要とされる各種活動を継続的
に実施できるよう、後方分野も含めた防衛力の持続
性・強靭性を強化する。

2　装備品の取得に当たっては、能力の高い新たな装備
品の導入と既存の装備品の延命や能力向上等を適切に

組み合わせることにより、必要かつ十分な「質」及び
「量」の防衛力を効率的に確保する。その際、研究開
発を含む装備品のライフサイクルを通じたプロジェク
ト管理の強化等によるライフサイクルコストの削減に
努め、費用対効果の向上を図る。また、最先端技術等
に対して選択と集中による重点的な投資を行うととも
に、研究開発のプロセスの合理化等により研究開発期
間を大幅に短縮する。

3　人口減少と少子高齢化が急速に進展する中、自衛隊
の精強性を確保し、防衛力の中核をなす自衛隊員の人
材確保と能力・士気の向上を図る観点から、採用層の
拡大や女性の活躍推進、予備自衛官等の活用を含む多
様かつ優秀な人材の確保、生活・勤務環境の改善、働
き方改革の推進、処遇の向上等、人的基盤の強化に関
する各種施策を総合的に推進する。

4　米国の我が国及びインド太平洋地域に対するコミッ
トメントを維持・強化し、我が国の安全を確保するた
め、我が国自身の能力を強化することを前提として、

「日米防衛協力のための指針」の下、幅広い分野にお
ける各種の協力や協議を一層充実させるとともに、在
日米軍の駐留をより円滑かつ効果的にするための取組
等を積極的に推進する。

自由で開かれたインド太平洋というビジョンを踏ま
え、多角的・多層的な安全保障協力を戦略的に推進す
るため、防衛力を積極的に活用し、共同訓練・演習、
防衛装備・技術協力、能力構築支援、軍種間交流を含
む防衛協力・交流のための取組等を推進する。

5　なお、主に冷戦期に想定されていた大規模な陸上兵
力を動員した着上陸侵攻のような侵略事態への備えに
ついては、徹底した効率化・合理化により、将来にお
ける情勢の変化に対応するための最小限の専門的知見
や技能の維持・継承に必要な範囲に限り保持する。

6　格段に厳しさを増す財政事情と国民生活に関わる他
の予算の重要性等を勘案し、我が国の他の諸施策との
調和を図りつつ、一層の効率化・合理化を徹底した防
衛力整備に努める。

Ⅱ　基幹部隊の見直し等
1　宇宙・サイバー・電磁波といった新たな領域を含

め、領域横断作戦を実現できる体制を構築し得るよ
う、統合幕僚監部において、自衛隊全体の効果的な能
力発揮を迅速に実現し得る効率的な部隊運用態勢や新
たな領域に係る態勢を強化するほか、将来的な統合運
用の在り方として、新たな領域に係る機能を一元的に
運用する組織等の統合運用の在り方について検討の
上、必要な措置を講ずるとともに、強化された統合幕
僚監部の態勢を踏まえつつ、大臣の指揮命令を適切に
執行するための平素からの統合的な体制の在り方につ
いて検討の上、結論を得る。また、各自衛隊間の相互
協力の観点を踏まえた警備及び被害復旧に係る態勢を
構築するなど、各自衛隊の要員の柔軟な活用を図る。
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宇宙空間の状況を常時継続的に監視するとともに、
平時から有事までのあらゆる段階において宇宙利用の
優位を確保し得るよう、航空自衛隊において宇宙領域
専門部隊1個隊を新編する。

自衛隊の情報通信ネットワークを常時継続的に監視
するとともに、我が国への攻撃に際して当該攻撃に用
いられる相手方によるサイバー空間の利用を妨げる能
力等、サイバー防衛能力を抜本的に強化し得るよう、
共同の部隊としてサイバー防衛部隊1個隊を新編する。

電磁波の利用を統合運用の観点から適切に管理・調
整し得るよう、統合幕僚監部における態勢を強化する
とともに、各自衛隊において、電磁波利用に関する能
力強化のための取組を推進する。

平素から常時持続的に我が国全土を防護するととも
に、多数の複合的な経空脅威に同時対処し得るよう、
陸上自衛隊において弾道ミサイル防衛部隊2個隊を新
編する。また、弾道ミサイル対処能力の向上に伴い、
指揮統制を含め、より効率的な部隊運用を行い得るよ
う、航空自衛隊において地対空誘導弾部隊24個高射
隊は維持しつつ、6個高射群から4個高射群に改編す
る。

平時から有事までのあらゆる段階において、統合運
用の下、自衛隊の部隊等の迅速な機動・展開を行い得
るよう、共同の部隊として海上輸送部隊1個群を新編
する。

2　陸上自衛隊については、新たな領域における作戦能
力を強化するため、陸上総隊の隷下部隊にサイバー部
隊及び電磁波作戦部隊を新編する。

各種事態に即応し、実効的かつ機動的に抑止及び対
処し得るよう、1個師団及び2個旅団について、高い
機動力や警戒監視能力を備え、機動運用を基本とする
1個機動師団及び2個機動旅団に改編する。機動師団・
機動旅団に加え、1個水陸機動連隊の新編等により強
化された水陸機動団が、艦艇と連携した活動や各種の
訓練・演習といった平素からの常時継続的な機動を行
うことにより、抑止力・対処力の強化を図る。また、
引き続き、初動を担任する警備部隊、地対空誘導弾部
隊及び地対艦誘導弾部隊の新編等を行い、南西地域の
島嶼

しょ

部の部隊の態勢を強化する。さらに、島嶼
しょ

部等に
対する侵攻に対処し得るよう、島嶼

しょ

防衛用高速滑空弾
部隊の新編に向け、必要な措置を講ずる。

大規模な陸上兵力を動員した着上陸侵攻のような侵
略事態への備えのより一層の効率化・合理化を徹底し
つつ、迅速かつ柔軟な運用を可能とする観点から、機
動戦闘車を装備する部隊の順次新編と北海道及び九州
以外に所在する作戦基本部隊が装備する戦車の廃止に
向けた事業を着実に進める。また、北海道以外に所在
する作戦基本部隊が装備する火砲について、新編する
各方面隊直轄の特科部隊への集約に向けた事業を着実
に進める。さらに、戦闘ヘリコプターについて、各方

面隊直轄の戦闘ヘリコプター部隊を縮小するととも
に、効果的かつ効率的に運用できるよう配備の見直し
等を検討する。

3　海上自衛隊については、常時継続的な情報収集・警
戒監視・偵察（ISR）活動（以下「常続監視」とい
う。）や対潜戦、対機雷戦等の各種作戦の効果的な遂
行により、周辺海域を防衛し、海上交通の安全を確保
するほか、各国との安全保障協力等を機動的に実施し
得るよう、1隻のヘリコプター搭載護衛艦（DDH）と
2隻のイージス・システム搭載護衛艦（DDG）を中心
として構成される4個群に加え、多様な任務への対応
能力を向上させた新型護衛艦（FFM）や掃海艦艇か
ら構成される2個群を保持し、これら護衛艦部隊及び
掃海部隊から構成される水上艦艇部隊を新編する。ま
た、我が国周辺海域における平素からの警戒監視を強
化し得るよう、哨戒艦部隊を新編する。さらに、既存
の潜水艦を種別変更した試験潜水艦の導入により、潜
水艦部隊の運用効率化と能力向上の加速を図り、常続
監視のための態勢を強化するとともに、我が国周辺海
域において水中における情報収集・警戒監視、哨戒及
び防衛を有効に行い得るよう、引き続き潜水艦増勢の
ために必要な措置を講ずる。

4　航空自衛隊については、太平洋側の広大な空域を含
む我が国周辺空域における防空態勢の充実や効率的な
運用を図るため、航空警戒管制部隊について8個警戒
群及び20 個警戒隊から28 個警戒隊への改編のほか、
1個警戒航空団を新編するとともに、戦闘機部隊1個
飛行隊の新編に向け、必要な措置を講ずる。

偵察機（RF－4）の退役に伴い、航空偵察部隊1個
飛行隊を廃止するとともに、空中給油・輸送機能を強化
するため、空中給油・輸送部隊1個飛行隊を新編する。

我が国から比較的離れた地域での情報収集や事態が
緊迫した際の空中での常時継続的な監視を実施し得る
よう、無人機部隊1個飛行隊を新編する。

5　陸上自衛隊の計画期間末の編成定数については、お
おむね15万9千人程度、常備自衛官定数についてはお
おむね15万1千人程度、即応予備自衛官員数について
はおおむね8千人程度を目途とする。また、海上自衛
隊及び航空自衛隊の計画期間中の常備自衛官定数につ
いては、平成30年度末の水準を目途とする。

なお、計画期間中においては、重要性が低下した既
存の組織及び業務を見直し、宇宙・サイバー・電磁波
といった新たな領域を中心に人員を充当するなどの組
織や業務を最適化する取組を推進する。

Ⅲ　自衛隊の能力等に関する主要事業
1　領域横断作戦に必要な能力の強化における優先事項
（1）宇宙・サイバー・電磁波の領域における能力の

獲得・強化
（ア）宇宙領域における能力

宇宙空間の安定的利用を確保するため、宇宙領
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域専門部隊の新編や宇宙状況監視（SSA）システ
ムの整備等により、関係府省との適切な役割分担
の下、宇宙空間の状況を常時継続的に監視する体
制を構築するとともに、宇宙設置型光学望遠鏡及
びSSAレーザー測距装置を新たに導入する。

宇宙領域を活用した情報収集、通信、測位等の
各種能力を一層向上させるため、様々なセンサー
を有する各種の人工衛星を活用した情報収集能力
を引き続き充実させるほか、高機能なXバンド衛
星通信網の着実な整備により、指揮統制・情報通
信能力を強化するとともに、準天頂衛星を含む複
数の測位衛星信号の受信や情報収集衛星（IGS）・
超小型衛星を含む商用衛星等の利用等により、冗
長性の確保に努める。また、継続的にこれらの能
力を利用できるよう、必要な調査研究を行った上
で、我が国衛星の脆弱性への対応を検討・演練す
るための訓練用装置や我が国衛星に対する電磁妨
害状況を把握する装置を新たに導入する。このよ
うな状況を把握する態勢の強化により、電磁波領
域と連携して、相手方の指揮統制・情報通信を妨
げる能力を構築する。

その際、宇宙領域を専門とする職種の新設や教
育の充実を図るほか、民生技術を積極的に利活用
するとともに、宇宙航空研究開発機構（JAXA）
等の関係機関や米国等の関係国に宇宙に係る最先
端の技術・知見が蓄積されていることを踏まえ、
人材の育成も含め、これらの機関等との協力を進
める。

（イ）サイバー領域における能力
サイバー攻撃に対して常時十分な安全を確保

し、我が国への攻撃に際して当該攻撃に用いられ
る相手方によるサイバー空間の利用を妨げる能力
を保持し得るよう、統合機能の充実と資源配分の
効率化に配慮しつつ、サイバー防衛隊等の体制を
拡充するとともに、自衛隊の指揮通信システムや
ネットワークの抗たん性の向上、情報収集機能や
調査分析機能の強化、サイバー防衛能力の検証が
可能な実戦的な訓練環境の整備等、所要の態勢整
備を行う。また、民間部門との協力、同盟国等と
の戦略対話や共同演習等を通じ、サイバー・セ
キュリティに係る最新のリスク、対応策、技術動
向等を常に把握するよう努める。

サイバー攻撃の手法が高度化・複雑化している
中、専門的知見を備えた優秀な人材の安定的な確
保が不可欠であることを踏まえ、部内における専
門教育課程の拡充、国内外の高等教育機関等への
積極的な派遣、専門性を高める人事管理の実施等
により、優秀な人材を計画的に育成するととも
に、部外の優れた知見を活用し、自衛隊のサイ
バー防衛能力を強化する。

サイバー領域において、政府全体として総合的
な対処を行い得るよう、平素から、防衛省・自衛
隊の知見や人材の提供等を通じ、関係府省等との
緊密な連携を強化するとともに、訓練・演習の充
実を図る。

（ウ）電磁波領域における能力
防衛省・自衛隊における効果的・効率的な電磁

波の利用に係る企画立案及び他府省との調整機能
を強化するため、内部部局及び統合幕僚監部にそ
れぞれ専門部署を新設する。

電磁波に関する情報収集・分析能力の強化及び
情報共有態勢を構築するため、電波情報収集機や
地上電波測定装置等の整備、自動警戒管制システ
ム（JADGE）の能力向上、防衛情報通信基盤

（DII）を含む各自衛隊間のシステムの連接及び
データリンクの整備を推進する。

我が国に対する侵攻を企図する相手方のレー
ダーや通信等を無力化し得るよう、戦闘機（F－
35A）及びネットワーク電子戦装置の整備並びに
戦闘機（F－15）及び多用機（EP－3及びUP－
3D）の能力向上を進めるとともに、スタンド・
オフ電子戦機、高出力の電子戦装備、高出力マイ
クロウェーブ装置、電磁パルス（EMP）弾等の
導入に向けた調査や研究開発を迅速に進める。

（2）従来の領域における能力の強化
（ア）海空領域における能力

（ⅰ）常続監視態勢の強化
太平洋側の広大な空域を含む我が国周辺海空

域で広域において常続監視を行い、各種兆候を
早期に察知する態勢を強化するため、多様な任
務への対応能力を向上させた新型護衛艦（FFM）、
潜水艦、哨戒艦、固定翼哨戒機（P－1）、哨戒
ヘリコプター（SH－60K及びSH－60K（能力
向上型））及び艦載型無人機の整備並びに既存の
護衛艦、潜水艦、固定翼哨戒機（P－3C）及び
哨戒ヘリコプター（SH－60J及びSH－60K）の
延命を行うとともに、固定翼哨戒機（P－1）等
の能力向上を行う。この際、新型護衛艦（FFM）
については複数クルーでの交替勤務の導入によ
る稼働日数の増加や新たに導入する哨戒艦との
連携、潜水艦については既存の潜水艦を種別変
更した試験潜水艦の導入による潜水艦部隊の平
素における運用機会の増加により、常続監視の
ための態勢を強化する。また、早期警戒機（E
－2D）及び滞空型無人機（グローバルホーク）
の整備、現有の早期警戒管制機（E－767）の能
力向上並びに新たな固定式警戒管制レーダーの
開発を行うほか、前記Ⅱ4に示すとおり、航空
警戒管制部隊に1個警戒航空団を新編するとと
もに、移動式警戒管制レーダー等を運用するた
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めの基盤の太平洋側の島嶼
しょ

部への整備及び見通
し外レーダー機能の強化により、隙のない情報
収集・警戒監視態勢を保持する。

（ⅱ）航空優勢の獲得・維持
太平洋側の広大な空域を含む我が国周辺空域

における防空能力の総合的な向上を図る。
近代化改修に適さない戦闘機（F－15）につ

いて、戦闘機（F－35A）の増勢による代替を
進めるとともに、戦闘機の離発着が可能な飛行
場が限られる中、戦闘機運用の柔軟性を向上さ
せるため、短距離離陸・垂直着陸が可能な戦闘
機（以下「STOVL機」という。）を新たに導入
する。この際、隊員の安全確保を図りつつ、戦
闘機運用の柔軟性を更に向上させ、かつ、特に、
広大な空域を有する一方で飛行場が少ない我が
国太平洋側を始めとして防空態勢を強化するた
め、有事における航空攻撃への対処、警戒監視、
訓練、災害対処等、必要な場合にはSTOVL機
の運用が可能となるよう検討の上、海上自衛隊
の多機能のヘリコプター搭載護衛艦（「いずも」
型）の改修を行う。同護衛艦は、改修後も、引
き続き、多機能の護衛艦として、我が国の防衛、
大規模災害対応等の多様な任務に従事するもの
とする。なお、憲法上保持し得ない装備品に関
する従来の政府見解には何らの変更もない。ま
た、近代化改修を行った戦闘機（F－15）につ
いて、電子戦能力の向上、スタンド・オフ・ミ
サイルの搭載、搭載ミサイル数の増加等の能力
向上を行う。さらに、戦闘機（F－2）について、
ネットワーク機能等の能力向上を行う。

将来戦闘機について、戦闘機（F－2）の退役
時期までに、将来のネットワーク化した戦闘の
中核となる役割を果たすことが可能な戦闘機を
取得する。そのために必要な研究を推進すると
ともに、国際協力を視野に、我が国主導の開発
に早期に着手する。

中距離地対空誘導弾を引き続き整備するとと
もに、巡航ミサイルや航空機への対処と弾道ミ
サイル防衛の双方に対応可能な能力向上型迎撃
ミサイル（PAC－3MSE）を搭載するため、地
対空誘導弾ペトリオットの能力向上を引き続き
行う。また、空中給油・輸送機（KC－46A）及
び救難ヘリコプター（UH－60J）を引き続き整
備する。

（ⅲ）海上優勢の獲得・維持
常続監視や対潜戦、対機雷戦等の各種作戦の

効果的な遂行により、周辺海域を防衛し、海上
交通の安全を確保するため、前記（ⅰ）に示す
とおり、新型護衛艦（FFM）等の整備、既存の
護衛艦等の延命及び固定翼哨戒機（P－1）等の

能力向上を行うとともに、掃海・輸送ヘリコプ
ター（MCH－101）の整備を行う。また、掃海
艦艇及び救難飛行艇（US－2）を引き続き整備
するとともに、戦術開発・教育訓練能力の向上
を図るための体制を整備する。さらに、地対艦
誘導弾を引き続き整備するとともに、更なる射
程延伸を図った新たな地対艦誘導弾及び空対艦
誘導弾を導入する。加えて、太平洋側の広域に
おける洋上監視能力の強化のため、滞空型無人
機の導入について検討の上、必要な措置を講ず
る。このほか、指揮統制・情報通信能力の着実
な向上を図るとともに、無人水中航走体（UUV）
等の配備を行い、海洋観測や警戒監視等に活用
すべく、更なる能力向上に向けた研究開発を推
進する。

（イ）スタンド・オフ防衛能力
我が国への侵攻を試みる艦艇や上陸部隊等に対

して、自衛隊員の安全を確保しつつ、侵攻を効果
的に阻止するため、相手方の脅威圏の外から対処
可 能 な ス タ ン ド・ オ フ・ ミ サ イ ル（JSM、
JASSM及びLRASM）の整備を進めるほか、島
嶼
しょ

防衛用高速滑空弾、新たな島嶼
しょ

防衛用対艦誘導
弾及び極超音速誘導弾の研究開発を推進するとと
もに、軍事技術の進展等に適切に対応できるよ
う、関連する技術の総合的な研究開発を含め、迅
速かつ柔軟に強化する。

（ウ）総合ミサイル防空能力
弾道ミサイル、巡航ミサイル、航空機等の多様

化・複雑化する経空脅威に対し、最適な手段によ
る効果的・効率的な対処を行い、被害を局限する
ため、ミサイル防衛に係る各種装備品に加え、従
来、各自衛隊で個別に運用してきた防空のための
各種装備品も併せ、一体的に運用する体制を確立
し、平素から常時持続的に我が国全土を防護する
とともに、多数の複合的な経空脅威にも同時対処
できる能力を強化する。

この際、各自衛隊が保有する迎撃手段につい
て、整備・補給体系も含め共通化・合理化を図
る。

弾道ミサイル攻撃に対し、我が国全体を多層的
かつ常時持続的に防護する体制の強化に向け、陸
上配備型イージス・システム（イージス・アショ
ア）を整備するほか、現有のイージス・システム
搭載護衛艦（DDG）の能力向上を引き続き行う
とともに、前記（ア）（ⅱ）に示すとおり、地対
空誘導弾ペトリオットの能力向上を引き続き行
う。また、日米共同の弾道ミサイル対処態勢の実
効性向上のため共同訓練・演習を行う。

ミサイル攻撃等に実効的に対処するため、弾道
ミサイル防衛用迎撃ミサイル（SM－3ブロック
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IB及びブロックⅡA）、能力向上型迎撃ミサイル
（PAC－3MSE）、長距離艦対空ミサイル（SM－
6）、中距離地対空誘導弾等を整備する。

ミサイル等の探知・追尾能力を強化し、各自衛
隊が保有する各種装備品を一元的に指揮統制する
ため、自動警戒管制システム（JADGE）の能力
向上及び対空戦闘指揮統制システム（ADCCS）
の整備、新たな固定式警戒管制レーダーの開発、
E－2Dへの共同交戦能力（CEC）の付与、汎用
護衛艦（DD）間で連携した射撃を可能とする
ネットワークシステム（FCネットワーク）の研
究開発、衛星搭載型2波長赤外線センサの研究等
の取組を推進するとともに、将来の経空脅威への
対処の在り方についても検討を行う。

日米間の基本的な役割を踏まえ、日米同盟全体
の抑止力の強化のため、ミサイル発射手段等に対
する我が国の対応能力の在り方についても引き続
き検討の上、必要な措置を講ずる。

ミサイル等による攻撃に併せ、同時並行的にゲ
リラ・特殊部隊による攻撃が発生した場合を考慮
し、警戒監視態勢の向上、原子力発電所等の重要
施設の防護及び侵入した部隊の捜索・撃破のため、
引き続き、各種監視・対処器材、機動戦闘車、輸
送 ヘ リ コ プ タ ー（CH－47JA）、 無 人 航 空 機

（UAV）等を整備するとともに、部隊間のネット
ワーク化を進め、情報共有を強化し、効果的かつ
効率的に対処する能力を向上する。また、原子力
発電所が多数立地する地域等において、関係機関
と連携して訓練を実施し、連携要領を検証すると
ともに、原子力発電所の近傍における展開基盤の
確保等について検討の上、必要な措置を講ずる。

（エ）機動・展開能力
多様な事態に迅速かつ大規模な輸送・展開能力

を確保し、実効的な抑止及び対処能力の向上を図
るため、統合幕僚監部における輸送調整機能の強
化を含め、平素からの各自衛隊の輸送力の一元的
な統制・調整の在り方を検討の上、必要な措置を
講ずる。

輸送機（C－2）及び輸送ヘリコプター（CH－
47JA）を引き続き整備するほか、新たな多用途
ヘリコプターを導入するとともに、陸上自衛隊の
オスプレイ（V－22）を速やかに配備するため、
関係地方公共団体等の協力を得られるよう取組を
推進する。こうした航空輸送力の整備に当たって
は、役割分担を明確にし、機能の重複の回避を図
るなど、一層の効率化・合理化について検討の
上、必要な措置を講ずる。

島嶼
しょ

部への輸送機能を強化するため、中型級船
舶（LSV）及び小型級船舶（LCU）を新たに導
入するとともに、今後の水陸両用作戦等の円滑な

実施に必要な新たな艦艇の在り方について検討す
る。また、民間事業者の資金や知見を活用した船
舶については、災害派遣や部隊輸送等に効果的に
用いられている現状も踏まえ、自衛隊の輸送力と
連携して大規模輸送を効率的に実施できるよう、
引き続き、積極的に活用しつつ、更なる拡大につ
いて検討する。

前記Ⅱ2に示す機動運用を基本とする作戦基本
部隊（機動師団・機動旅団）に、航空機等での輸
送に適した機動戦闘車等を装備し、各種事態に即
応する即応機動連隊を引き続き新編する。機動師
団・機動旅団に加え、1個水陸機動連隊の新編等
により強化された水陸機動団が、艦艇と連携した
活動や各種の訓練・演習といった平素からの常時
継続的な機動を行う。また、引き続き、南西地域
の島嶼

しょ

部に初動を担任する警備部隊の新編等を行
うとともに、島嶼

しょ

部への迅速な部隊展開に向けた
機動展開訓練を実施する。

（3）持続性・強靭性の強化
（ア）継続的な運用の確保

平時から有事までのあらゆる段階において、部
隊運用を継続的に実施し得るよう、弾薬及び燃料
の確保、自衛隊の運用に係る基盤等の防護等に必
要な措置を推進する。

弾薬の確保については、統合運用上の所要を踏
まえた上で、航空優勢の確保に必要な対空ミサイ
ル、海上優勢の確保に必要な魚雷、脅威圏外から
の対処に必要なスタンド・オフ火力、弾道ミサイ
ル防衛用迎撃ミサイルを優先的に整備する。

燃料の確保については、有事の燃料供給の安定
化の観点から、緊急調達等の実効性を確保すると
ともに、油槽船を新たに導入するなどの必要な施
策を推進する。

各種攻撃からの被害を局限し、機能を早期回復
し得るよう、電磁パルス攻撃からの防護の観点も
踏まえ、自衛隊の運用に係る基盤等の分散、復
旧、代替等の取組を推進するとともに、各自衛隊
間の相互協力の観点を踏まえた警備及び被害復旧
に係る態勢を構築する。また、各種事態発生時に
民間空港・港湾の自衛隊による速やかな使用を可
能とするための各種施策を推進する。

補給基盤の強化については、即応性を確保する
ため、所要の弾薬や補用部品等を運用上最適な場
所に保管し、必要な施設整備を進めるほか、一部
の弾薬庫について拡張及び各自衛隊による協同で
の使用を可能とするとともに、後方補給を含む後
方支援の在り方に関し、統合運用の観点等から最
適化するため、検討の上、必要な措置を講ずる。

駐屯地・基地等の近傍等において必要な宿舎の
着実な整備を進めるほか、施設の老朽化対策及び
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耐震化対策を推進するとともに、対処態勢の長期
にわたる持続を可能とする観点から、隊員の家族
に配慮した各種の家族支援施策を推進する。

（イ）装備品の可動率確保
各種事態に即応し、実効的に対処するために

は、取得した装備品に係る高い可動率の確保のた
め、装備品の維持整備に必要十分な経費を確保す
るほか、維持整備に係る成果の達成に応じて対価
を支払う契約方式（PBL）等の包括契約の拡大及
び補給データに関する官民の情報共有を図るとと
もに、複雑形状を迅速かつ高精度で造形する三次
元積層造形（3Dプリンター）等の活用、部品等
の国際市場からの調達等の措置を推進する。

2　防衛力の中心的な構成要素の強化における優先事項
（1）人的基盤の強化

人口減少と少子高齢化が急速に進展する一方、装
備品が高度化・複雑化し、任務が多様化・国際化す
る中、より幅広い層から多様かつ優秀な人材の確保
を図るとともに、全ての自衛隊員が高い士気を維持
し、自らの能力を十分に発揮できる環境の整備に向
けた取組を重点的に推進する。

（ア）採用の取組強化
少子高齢化等に伴う厳しい採用環境の中でも、

優秀な人材を将来にわたり安定的に確保するた
め、非任期制士の採用の拡大や大卒者等を含む採
用層の拡大に向けた施策を推進する。また、自衛
隊が就職対象として広く意識されるよう、採用広
報の充実や採用体制の強化を含め、多様な募集施
策を推進するとともに、地方公共団体や関係機関
等との連携を強化する。さらに、採用における魅
力化を図るため、生活・勤務環境を改善するとと
もに、任期満了退職後の公務員への再就職や大学
への進学等に対する支援の充実を図る。

（イ）人材の有効活用
女性自衛官の全自衛官に占める割合の更なる拡

大に向け、女性の採用を積極的に行うとともに、
女性の活躍を推進し、これを支える女性自衛官に
係る教育・生活・勤務環境の基盤整備を推進する。

精強性にも配意しつつ、知識・技能・経験等を
豊富に備えた高齢人材の一層の活用を図るため、
自衛官の若年定年年齢の引上げを行うとともに、
再任用の拡大や、自衛隊の専門性の高い分野にお
いて部隊等における退職自衛官の技能等の活用を
推進する。また、民間の人材の有効活用により、
専門性の高い分野を担う部隊等の人員を確保する。

（ウ）生活・勤務環境の改善
厳しい安全保障環境に対応して部隊等の活動が

長期化する中、国民の命と平和な暮らしを守ると
いう崇高な任務に取り組む全ての隊員が自らの能
力を十分に発揮し、士気高く任務を全うできるよ

う、必要な隊舎・宿舎の確保及び建て替えを加速
し、同時に、施設の老朽化対策及び耐震化対策を
推進するほか、老朽化した生活・勤務用備品の確
実な更新、日用品等の所要数の確実な確保、複数
クルーでの交替勤務の導入による艦艇要員1名当
たりの洋上勤務日数の縮減を行うなど、生活・勤
務環境の改善を図る。

（エ）働き方改革の推進
社会構造の大きな変化により育児や介護等で時

間や移動に制約のある隊員が増えていく中にあっ
て、全ての隊員が能力を十分に発揮し活躍できる
よう、ワークライフバランスの確保のため、長時
間労働の是正や休暇の取得促進等、防衛省・自衛
隊における働き方改革を推進する。さらに、庁内
託児所の整備等の取組を進めるとともに、緊急登
庁せざるを得ない隊員のための子供一時預かり
等、地方公共団体等との連携を強化しつつ、家族
支援施策を推進する。

（オ）教育の充実
各自衛隊及び防衛大学校において、安全保障に

関する幅広い視野を涵養するための必要な学術知
識や国際感覚を含め、教育訓練の内容及び体制の
充実を図るほか、自衛隊の能力及びその一体性を
高め、領域横断的な統合運用を推進するため、統
合運用に関する教育及び研究の在り方について、
既存の組織において十分な教育及び研究が可能か
検討の上、必要な措置を講ずるとともに、防衛
省・自衛隊の組織マネジメント能力に関する教育
の強化を図る。また、各自衛隊の相互補完を一層
推進するため、教育課程の共通化を図るととも
に、先端技術を活用し、効果的かつ効率的な教育
を推進する。さらに、防衛大学校等を卒業した留
学生のネットワーク化を図り、防衛協力・交流の
強化の一助とする。なお、教育訓練を着実に実施
するため、現有の初等練習機（T－7）の後継と
なる新たな初等練習機の整備について検討の上、
必要な措置を講ずる。

（カ）処遇の向上及び再就職支援
隊員が高い士気と誇りを持って任務を遂行でき

るよう、防衛功労章の拡充を始めとした栄典・礼
遇に関する施策や、任務・勤務環境の特殊性等を
踏まえた給与面の改善を含む処遇の向上を推進す
るとともに、家族支援を含めた福利厚生の充実を
図る。

若年定年退職制度の下にある自衛官の生活基盤
の確保が国の責務であることを踏まえ、職業訓練
課目の拡充や段階的な資格取得等の支援を行うと
ともに、退職自衛官の知識・技能・経験を活用す
るとの観点から、地方公共団体や関係機関との連
携を強化しつつ、地方公共団体の防災関係部局等
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及び関係府省における退職自衛官の更なる活用を
進めるなど、再就職支援の一層の充実を図る。

（キ）予備自衛官等の活用
多様化・長期化する事態における持続的な部隊

運用を支えるため、即応予備自衛官及び予備自衛
官のより幅広い分野・機会での活用を進める。ま
た、予備自衛官等の充足向上のため、自衛官経験
のない者を対象とする予備自衛官補の採用者数を
拡大するとともに、予備自衛官補出身の予備自衛
官から即応予備自衛官への任用を進める。さら
に、予備自衛官等が訓練招集に応じやすくなるよ
う、教育訓練基盤の強化及び訓練内容の見直しに
取り組むとともに、雇用企業等の理解と協力を得
るための施策を実施する。

（2）装備体系の見直し
現有の装備体系を検証し、統合運用の観点から実

効的かつ合理的な装備体系を構築するための統合幕
僚監部の機能を強化するほか、装備品のファミリー
化及び仕様の共通化・最適化、各自衛隊が共通して
保有する装備品の共同調達等を行うとともに、航空
機等の種類の削減、重要度の低下した装備品の運用
停止、費用対効果の低いプロジェクトの見直しや中
止等を行う。

限られた人材を最大限有効に活用して防衛力を最
大化するため、情報処理や部隊運用等に係る判断を
始めとする各分野への人工知能（AI）の導入、無
人航空機（UAV）の整備、無人水上航走体（USV）
及び無人水中航走体（UUV）の研究開発等の無人
化の取組を積極的に推進するとともに、新型護衛艦

（FFM）や潜水艦等の設計の工夫、レーダーサイト
等の各種装備品のリモート化等による省人化の取組
を積極的に推進する。

（3）技術基盤の強化
新たな領域に関する技術や、人工知能等のゲー

ム・チェンジャーとなり得る最先端技術を始めとす
る重要技術に対して重点的な投資を行うことで、戦
略的に重要な装備・技術分野において技術的優越を
確保し得るよう、中長期技術見積りを見直すととも
に、将来の統合運用にとって重要となり得る技術等
について、戦略的な視点から中長期的な研究開発の
方向性を示す研究開発ビジョンを新たに策定する。

島嶼
しょ

防衛用高速滑空弾、新たな島嶼
しょ

防衛用対艦誘
導弾、無人水中航走体（UUV）、極超音速誘導弾等
について、研究開発のプロセスの合理化等により、
研究開発期間の大幅な短縮を図るため、ブロック
化、モジュール化等の新たな手法を柔軟かつ積極的
に活用するとともに、研究開発段階の初期において
技術実証を用いた代替案分析を行うなどして、装備
品の能力を早期に可視化する。

国内外の関係機関との技術交流や関係府省との連

携の強化、安全保障技術研究推進制度の活用等を通
じ、防衛にも応用可能な先進的な民生技術の積極的
な活用に努める。この際、ゲーム・チェンジャー技
術に大規模な投資を行う米国等との協力関係を強
化・拡大し、相互補完的な国際共同研究開発を推進
する。また、国内外の先端技術動向について調査・
分析等を行うシンクタンクの活用や創設等により、
革新的・萌芽的な技術の早期発掘やその育成に向け
た体制を強化する。

（4）装備調達の最適化
装備品の効果的・効率的な取得を一層推進するた

め、装備品の開発段階から量産以降の段階のコスト
低減に資する取組を要求事項として盛り込むこと
や、民生分野における成功事例の装備品製造等への
取り込み、民間の知見の活用に資する企画競争方式
等の契約方式の積極的な適用、コスト管理の厳格化
等により、装備品のライフサイクルを通じたプロ
ジェクト管理の実効性及び柔軟性を高める。その
際、プロジェクト管理の対象品目を拡大するととも
に、ライフサイクルコストとの関係も含め、仕様や
事業計画の見直しに関する基準の適正化を図り、こ
れを適用する。

市場価格のない装備品の価格積算について、装備
品の製造等に要する加工費等の算定の精緻化・適正
化を行うなど、より適正な費用の算定に取り組むほ
か、情報システムについて適切な価格水準で調達を
行う。また、こうした取組を効果的に実施するた
め、専門的な知識・技能・経験を有する民間の人材
を活用するなど、人材育成・配置を積極的に行うと
ともに、企業の見積資料・契約実績及び装備品の各
部位を単位とした価格等の情報のデータベース化を
推進する。

長期契約を含め、装備品の効率的な調達に資する
計画的な取得方法の活用及びPBL等の包括契約の拡
大を含む維持整備の効率化を推進する。また、国内
調達の費用対効果が低い装備品について、輸入にお
ける価格低減の検討、国内向け独自仕様の縮小等の
検討により、国内外の企業間競争の促進を図る。さ
らに、有償援助調達（以下「FMS調達」という。）
における価格、納期等の管理の重要性が増している
ことを踏まえ、日米協議等を通じて米国政府等と緊
密に連携し、米軍等との調達時期・仕様を整合させ
た装備品の取得や履行状況の適時適切な管理に努め
るなど、FMS調達の合理化に向けた取組を推進する。

（5）産業基盤の強靭化
装備品の生産・運用・維持整備にとって必要不可

欠である我が国の防衛産業基盤を強靭化するため、
競争環境に乏しい我が国の防衛産業に競争原理を導
入し、民生分野の知見及び技術を取り入れ、装備品
に係るサプライチェーンを強化するなど、政府とし
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て主体的な取組を推進する。こうした取組の一環と
して、防衛産業の競争力の強化に資する取組の程度
を評価指標とする企業評価制度の導入を含め、企業
間の競争環境の創出に向けた契約制度の見直しを行
う。また、防衛技術の民生分野へのスピンオフ及び
革新的な製造技術を含む民生分野における先端技術
の防衛産業へのスピンオンを推進する。さらに、装
備品に係るサプライチェーンの調査等を通じてその
脆弱性等に係るリスク管理を強化するとともに、輸
入装備品等の維持整備等における我が国の防衛産業
の参画を促進する。

我が国の安全保障に資する場合等に装備移転を認
め得るとする防衛装備移転三原則の下、装備品の適
切な海外移転を政府一体となって推進するため、諸
外国との安全保障・防衛分野の協力の進展等を踏ま
え、必要な運用改善に努めるとともに、情報収集・
発信等のための官民連携の推進や、海外移転に際し
て装備品に係る重要技術の流出を防ぐための技術管
理及び知的財産管理の強化、海外移転を念頭に置い
た装備品の開発を進める。また、我が国の防衛産業
が国際的な取引を行うために必要となる情報セキュ
リティに係る措置の強化及び防衛産業を対象とした
情報保全指標の整備を行う。さらに、我が国の強み
をいかし、諸外国との間で、国際共同開発・生産を
積極的に進める。

このほか、装備品の製造プロセスの効率化や徹底
した原価の低減などの施策に取り組み、これらの結
果生じ得る企業の再編や統合も視野に、我が国の防
衛産業基盤の効率化・強靭化を図る。

（6）情報機能の強化
政策判断や部隊運用に資する情報支援を適時・適

切に実施し得るよう、情報の収集・分析・共有・保
全等の各段階における情報機能を総合的に強化する
ための取組を推進する。

情報収集・分析機能については、情報収集施設の
整備や能力向上、情報収集衛星・商用衛星等の活
用、滞空型無人機を含む新たな装備品による情報収
集手段の多様化等により、電波情報・画像情報の収
集態勢を強化するとともに、防衛駐在官制度の充実
を始めとする人的情報の収集態勢の強化、公開情報
の収集態勢の強化、同盟国等との協力の強化等によ
り、新たな領域に関するものも含め、ニーズに十分
に対応できるよう、情報収集・分析機能を抜本的に
強化する。その際、情報処理における最新の技術の
積極的活用等により、一層効果的・効率的な態勢の
実現を図るとともに、多様な情報源を融合したオー
ルソース分析を推進する。また、情報を有効に活用
する観点から、情報共有のためのシステムの効果的
な整備・連接を図る。

多様化するニーズに情報部門が的確に応えていく

ため、能力の高い情報収集・分析要員の確保・育成
を進め、採用、教育・研修、人事配置等の様々な面
において着実な措置を講じ、総合的な情報収集・分
析機能を強化する。

情報保全については、関係部局間で連携しつつ、
教育等を通じて、知るべき者の間での情報共有を徹
底し、情報漏えい防止のための措置を講じる等、情
報保全のための取組を徹底するとともに、関係機関
との連携の推進等により、防衛省・自衛隊における
カウンターインテリジェンス機能の強化を図る。

3　大規模災害等への対応
南海トラフ巨大地震等の大規模自然災害や原子力災

害を始めとする特殊災害といった各種の災害に際して
は、統合運用を基本としつつ、十分な規模の部隊を迅
速に輸送・展開して初動対応に万全を期すとともに、
災害用ドローン、ヘリコプター衛星通信システム（ヘ
リSAT）、人命救助システム及び非常用電源の整備を
始め対処態勢を強化するための措置を進める。また、
関係府省、地方公共団体及び民間部門と緊密に連携・
協力しつつ、各種の訓練・演習の実施や計画の策定、
被災時の代替機能や展開基盤の確保等の各種施策を推
進する。

4　日米同盟の強化
（1）日米防衛協力の強化

米国の我が国及びインド太平洋地域に対するコ
ミットメントを維持・強化し、我が国の安全を確保
するため、我が国自身の能力を強化することを前提
として、「日米防衛協力のための指針」の下、日米
防衛協力を一層強化する。

宇宙領域やサイバー領域等における協力、総合ミ
サイル防空、共同訓練・演習や共同のISR活動を推
進するとともに、共同計画の策定・更新、拡大抑止
協議等の各種の運用協力や政策調整を一層深化させ
る。

日米共同の活動に当たり、日米がその能力を十分
に発揮するため、日米共同の活動に資する装備品の
共通化、各種ネットワークの共有、米国製装備品の
国内における整備能力の確保、情報協力・情報保全
の取組等を進める。また、日米の能力を効率的に強
化すべく、防衛力強化の優先分野に係る共通の理解
を促進しつつ、FMS調達の合理化による米国の高
性能の装備品の効率的な取得、日米共同研究・開発
等を推進する。さらに、自衛隊及び米軍施設・区域
の共同使用に係る協力や、強靭性向上のための取組
を推進する。

（2）在日米軍駐留に関する施策の着実な実施
在日米軍の駐留をより円滑かつ効果的にするとの

観点から、在日米軍駐留経費を安定的に確保する。
5　安全保障協力の強化

我が国にとって望ましい安全保障環境を創出するこ
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とは、我が国の防衛の根幹に関わり、また、我が国防
衛そのものに資する極めて重要かつ不可欠な取組であ
るとの認識の下、自由で開かれたインド太平洋のビ
ジョンも踏まえつつ、二国間・多国間の防衛協力・交
流を一層推進する。特に、ハイレベル交流、政策対
話、軍種間交流に加え、自衛隊と各国軍隊との相互運
用性の向上や我が国のプレゼンスの強化等を目的とし
て、地域の特性や相手国の実情を考慮しつつ、共同訓
練・演習、装備・技術協力、能力構築支援といった具
体的な取組を各軍種の特性に応じ適切に組み合わせ
て、戦略的に実施する。

こうした防衛協力・交流の意義を踏まえ、より相互
に連携し、具体的かつ踏み込んだ取組を行うべく業務
要領の改善、体制の整備、制度の見直し等を進めると
ともに、部隊運用に際して、防衛協力・交流に関する
所要を一層反映していく。また、取組を実施するに当
たっては、関係府省との連携、諸外国や非政府組織、
民間部門等との連携を図るとともに、取組について戦
略的に発信する。その際、特に以下を重視する。

（1）共同訓練・演習
防衛協力・交流としての意義も十分に踏まえつつ、

二国間・多国間の共同訓練・演習を積極的に推進す
る。これにより、望ましい安全保障環境の創出に向
けた我が国の意思と能力を示すとともに、各国との
相互運用性の向上や他国との関係強化等を図る。

（2）装備・技術協力
防衛装備の海外移転を含む装備・技術協力の取組

を強化し、相手国軍隊の能力向上や相手国との中長
期にわたる関係の維持・強化を図る。特に、必要に
応じて、訓練・演習や能力構築支援等の他の取組と
も組み合わせることで、これを効果的に進める。

（3）能力構築支援
インド太平洋地域の各国等に対して、その能力向

上に向けた自律的・主体的な取組が着実に進展する
よう協力することにより、相手国軍隊等が国際の平
和及び地域の安定のための役割を適切に果たすこと
を促進し、我が国にとって望ましい安全保障環境を
創出することを目指す。その際、自衛隊がこれまで
蓄積してきた知見を有効に活用するほか、外交政策
との調整を十分に図るとともに、能力構築支援を実
施する米国・オーストラリア等との連携を図り、多
様な手段を組み合わせて最大の効果が得られるよう
効率的に取り組む。

（4）海洋安全保障
開かれ安定した海洋は海洋国家である我が国の平

和と繁栄の基礎という認識の下、自由で開かれたイ
ンド太平洋のビジョンも踏まえ、海洋安全保障につ
いて認識を共有する諸外国との共同訓練・演習、装
備・技術協力、能力構築支援、情報共有、様々な機
会を捉えた艦艇や航空機の寄港等の取組を推進す

る。これにより、海洋秩序の安定のための我が国の
意思と能力を積極的かつ目に見える形で示す。

（5）国際平和協力活動等
国際平和協力活動等については、平和安全法制も

踏まえ、派遣の意義、派遣先国の情勢、我が国との
政治・経済的関係等を総合的に勘案しながら、主体
的に推進する。特に、これまでに蓄積した経験をい
かしつつ、現地ミッション司令部要員等の派遣、工
兵マニュアルの普及、我が国が得意とする分野にお
ける能力構築支援等の活動を積極的に推進する。ま
た、平和安全法制を踏まえた任務に対応する教育訓
練を推進するとともに、陸上自衛隊において、中央即
応連隊及び国際活動教育隊の統合による、高い即応
性及び施設分野や無人機運用等の高い技術力を有す
る国際活動部隊の新編に向け、必要な措置を講ずる。

国際平和協力センターにおける教育内容を拡充す
るとともに、国際平和協力活動等における関係府省
や諸外国、非政府組織等との連携・協力の重要性を
踏まえ、同センターにおける教育対象者を自衛隊員
以外に拡大するなど、教育面での連携の充実を図る。

なお、ジブチ共和国において海賊対処のために運
営している自衛隊の活動拠点について、地域におけ
る安全保障協力等のための長期的・安定的な活用に
向け取り組む。

（6）軍備管理・軍縮及び不拡散
大量破壊兵器及びその運搬手段となり得るミサイ

ルの拡散や武器及び軍事転用可能な貨物・機微技術
の拡散については、関係国や国際機関等と協力しつ
つ、それらの不拡散のための取組を推進する。ま
た、自衛隊が保有する知見・人材を活用しつつ、自
律型致死兵器システム（LAWS）に関する議論を含
む国際連合等による軍備管理・軍縮に係る諸活動に
関与する。

6　防衛力を支える要素
（1）訓練・演習

各種事態発生時に効果的に対処し、抑止力の実効
性を高めるため、演習場等周辺の環境を十分把握
し、安全確保に万全を期しつつ、自衛隊の統合訓
練・演習や日米の共同訓練・演習を計画的かつ目に
見える形で実施するとともに、これらの訓練・演習
の教訓等を踏まえ、事態に対処するための各種計画
を不断に検証し、見直しを行う。その際、北海道を
始めとする国内の演習場等の整備・活用を拡大し、
効果的な訓練・演習を行う。また、地元との関係に
留意しつつ、米軍施設・区域の自衛隊による共同使
用の拡大を促進する。さらに、自衛隊施設や米軍施
設・区域以外の場所の利用や米国・オーストラリア
等の国外の良好な訓練環境の活用を促進するととも
に、シミュレーター等を一層積極的に導入する。こ
のほか、陸上自衛隊及び海上自衛隊による米海兵隊
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等と連携した訓練・演習の実施により、水陸両用作
戦能力の更なる充実を図る。こうした国内外の訓練
環境を活用した訓練・演習を有機的に連携させるこ
とにより、平素からの部隊の迅速かつ継続的な展開
の実効性向上やプレゼンスの強化を図る。

各種事態に国として一体的に対処し得るよう、警
察、消防、海上保安庁などの関係機関との連携を強
化する。また、国民保護を含め、自衛隊の統合訓
練・演習や日米間での共同訓練・演習の機会を、自
衛隊の実運用のための計画等の検討・検証のみなら
ず、総合的な課題の検討・検証の場としても積極的
に活用する。

（2）衛生
自衛隊員の壮健性を維持するとともに、各種事態

への対処や国内外における多様な任務に対応し得る
衛生機能の強化を図る。

各種事態に対応するため、統合運用の観点も含
め、第一線から最終後送先までのシームレスな医
療・後送態勢の強化として、速やかに医療拠点を展
開し患者の症状を安定化させるためのダメージコン
トロール手術を行う機能及び後送中の患者を管理す
る機能の充実を図る。その際、患者情報について第
一線から最終後送先まで共有するシステムを整備す
る。また、衛生資材の相互運用性を考慮して共通化
等を図るとともに、必要な衛生資材の備蓄を図る。
さらに、患者搬送を安全に実施するため、装甲化し
た救急車の導入に向け、必要な措置を講ずる。こう
した整備に当たっては、地域の特性を踏まえつつ、
南西地域における衛生機能の強化を重視する。

平素からの自衛隊の衛生運用に係る統制・調整を
行うため、統合幕僚監部の組織強化を図る。また、
自衛隊病院の拠点化・高機能化等をより一層推進
し、効率的で質の高い医療体制を確立する。さら
に、防衛医科大学校の運営改善及び研究機能の強化
を進め、優秀な人材の確保に努めるとともに、医官
の臨床経験を充実させ、医官の充足向上を図りつ
つ、医師である予備自衛官の任用を推進する。加え
て、戦傷医療対処能力を向上させるために必要な各
自衛隊共通の衛生教育訓練基盤等の整備や、能力構
築支援を含む様々な国際協力に必要な態勢の整備を
推進する。

（3）地域コミュニティーとの連携
地方公共団体や地元住民に対し、平素から防衛

省・自衛隊の政策や活動に関する積極的な広報等を
行うとともに、自衛隊及び在日米軍の部隊や装備品
の配備、訓練・演習の実施等に当たっては、地元に
対する説明責任を十分に果たしながら、地元の要望
や情勢に応じたきめ細やかな調整を実施する。同時
に、住宅防音事業の更なる促進を含め防衛施設周辺
対策事業を引き続き推進する。また、各種事態にお

いて自衛隊が迅速かつ確実に活動を行うため、地方
公共団体、警察・消防機関などの関係機関との連携
を一層強化する。

地方によっては、自衛隊の部隊の存在が地域コ
ミュニティーの維持・活性化に大きく貢献し、ある
いは、自衛隊による急患輸送が地域医療を支えてい
る場合等が存在することを踏まえ、部隊の改編や駐
屯地・基地等の配置・運営に当たっては、地方公共
団体や地元住民の理解を得られるよう、地域の特性
に配慮する。また、中小企業者に関する国等の契約
の方針を踏まえ、効率性にも配慮しつつ、地元中小
企業の受注機会の確保を図るなど、地元経済に寄与
する各種施策を推進する。

（4）知的基盤
国民が安全保障政策に関する知識や情報を正確に

認識できるよう教育機関等への講師派遣や公開シン
ポジウムの充実等を通じ、安全保障教育の推進に寄
与するほか、安全保障に係る研究成果等への国民の
アクセスが向上するよう効率的かつ信頼性の高い情
報発信に努めるとともに、多様化が進むソーシャル
ネットワークの一層の活用や、外国語によるものも
含む情報発信の能力を高める各種施策を推進する。
また、防衛研究所を中心とする防衛省・自衛隊の研
究体制を一層強化するため、国内外の研究教育機関
や大学、シンクタンク等とのネットワーク及び組織
的な連携を拡充する。さらに、高度な専門知識と研
究力に裏付けされた質の高い研究成果等を政策立案
部門等に適時・適切に提供することによって政策立
案に寄与することを図る。

Ⅳ　整備規模
前記Ⅲに示す装備品のうち、主要なものの具体的整備

規模は、別表のとおりとする。
V　所要経費

1　この計画の実施に必要な防衛力整備の水準に係る金
額は、平成30年度価格でおおむね27兆4,700億円程度
を目途とする。

2　本計画期間中、国の他の諸施策との調和を図りつ
つ、防衛力整備の一層の効率化・合理化を徹底し、重
要度の低下した装備品の運用停止や費用対効果の低い
プロジェクトの見直し、徹底したコスト管理・抑制や
長期契約を含む装備品の効率的な取得などの装備調達
の最適化及びその他の収入の確保などを通じて実質的
な財源確保を図り、本計画の下で実施される各年度の
予算の編成に伴う防衛関係費は、おおむね25 兆5,000 
億円程度を目途とする。なお、格段に速度を増す安全
保障環境の変化に対応するため、従来とは抜本的に異
なる速度で防衛力の強化を図り、装備品等の整備を迅
速に図る観点から、事業管理を柔軟かつ機動的に行う
とともに、経済財政事情等を勘案しつつ、各年度の予
算編成を実施する。

92日本の防衛

資
料
編

防衛2023_資料編_01-10.indd   92防衛2023_資料編_01-10.indd   92 2023/06/26   13:15:592023/06/26   13:15:59



3　この計画を実施するために新たに必要となる事業に
係る契約額（物件費）は、平成30 年度価格でおおむ
ね17 兆1,700 億円程度（維持整備等の事業効率化に資
する契約の計画期間外の支払相当額を除く）の枠内と
し、後年度負担について適切に管理することとする。

4　この計画については、3年後には、その時点におけ
る国際情勢、情報通信技術を始めとする技術的水準の

動向、財政事情等の内外諸情勢を勘案し、必要に応じ
見直しを行う。

Ⅵ　留意事項
米軍の抑止力を維持しつつ、沖縄県を始めとする地元

の負担軽減を図るための在日米軍の兵力態勢見直し等に
ついての具体的措置及びSACO（沖縄に関する特別行動
委員会）関連事業については、着実に実施する。

（別表）
区　　分 種　　類 整備規模

陸上自衛隊

機動戦闘車
装甲車
新多用途ヘリコプター
輸送ヘリコプター（CH－47JA）
地対艦誘導弾
中距離地対空誘導弾
陸上配備型イージス・システム
（イージス・アショア）
戦車
火砲（迫撃砲を除く。）

134両
29両
34機
3機

3個中隊
5個中隊
2基

30両
40両

海上自衛隊

護衛艦
潜水艦
哨戒艦
その他
自衛艦建造計
（トン数）
固定翼哨戒機（P－1）
哨戒ヘリコプター（SH－60K/K（能力向上型））
艦載型無人機
掃海・輸送ヘリコプター（MCH－101）

10隻
5隻
4隻
4隻
23隻

（約6.6万トン）
12機
13機
3機
1機

航空自衛隊

早期警戒機（E－2D）
戦闘機（F－35A）
戦闘機（F－15）の能力向上
空中給油・輸送機（KC－46A）
輸送機（C－2）
地対空誘導弾ペトリオットの能力向上
（PAC－3MSE）
滞空型無人機（グローバルホーク）

9機
45機
20機
4機
5機
4個群

（16個高射隊）
1機

（注）1　哨戒ヘリコプターと艦載型無人機の内訳については、「平成31年度以降に係る防衛計画の大綱」完成時に、有人機75機、無人機20機
を基本としつつ、総計95機となる範囲内で「中期防衛力整備計画（平成31年度～平成35年度）」の期間中に検討することとする。

2　戦闘機（F－35A）の機数45機のうち、18機については、短距離離陸・垂直着陸機能を有する戦闘機を整備するものとする。
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	資料8	 中期防衛力整備計画（平成26年度～平成30年
度）について

平成25年12月17日　国家安全保障会議決定
閣 議 決 定

平成26年度から平成30年度までを対象とする中期防衛
力整備計画について、「平成26年度以降に係る防衛計画の
大綱について」（平成25年12月17日国家安全保障会議及び
閣議決定）に従い、別紙のとおり定める。
（別紙）

中期防衛力整備計画（平成26年度～平成30年度）
Ⅰ　計画の方針

平成26年度から平成30年度までの防衛力整備に当
たっては、「平成26年度以降に係る防衛計画の大綱につ
いて」（平成25年12月17日国家安全保障会議及び閣議決
定。以下「25大綱」という。）に従い、特に重視すべき
機能・能力についての全体最適を図るとともに、多様な
活動を統合運用によりシームレスかつ状況に臨機に対応
して機動的に行い得る実効的な防衛力として統合機動防
衛力を構築する。同時に、幅広い後方支援基盤の確立に
配意しつつ、高度な技術力と情報・指揮通信能力に支え
られ、ハード及びソフト両面における即応性、持続性、
強靱性及び連接性も重視した防衛力とする。このため、
自衛隊の体制強化に当たっては、想定される各種事態へ
の対応について、自衛隊全体の機能・能力に着目した統
合運用の観点からの能力評価等を踏まえ、総合的に導き
出した特に重視すべき機能・能力の整備を優先し、実効
性の高い統合的な防衛力を効率的に整備する。

以上を踏まえ、以下を計画の基本として、防衛力の整
備、維持及び運用を効果的かつ効率的に行うこととす
る。
1　各種事態における実効的な抑止及び対処並びにアジ

ア太平洋地域の安定化及びグローバルな安全保障環境
の改善といった防衛力の役割にシームレスかつ機動的
に対応し得るよう、統合機能の更なる充実に留意しつ
つ、特に、警戒監視能力、情報機能、輸送能力及び指
揮統制・情報通信能力のほか、島嶼部に対する攻撃へ
の対応、弾道ミサイル攻撃への対応、宇宙空間及びサ
イバー空間における対応、大規模災害等への対応並び
に国際平和協力活動（国連平和維持活動、人道支援・
災害救援等の非伝統的安全保障問題への対応を始め、
国際的な安全保障環境を改善するために国際社会が協
力して行う活動をいう。以下同じ。）等への対応のた
めの機能・能力を重視する。また、これらの機能・能
力の効果的な発揮のための基盤の着実な整備を図る。

2　その際、南西地域の防衛態勢の強化を始め、各種事
態における実効的な抑止及び対処を実現するための前
提となる海上優勢及び航空優勢の確実な維持に向けた
防衛力の整備を優先することとし、機動展開能力の整
備も重視する。

一方、主に冷戦期に想定されていた大規模な陸上兵

力を動員した着上陸侵攻のような侵略事態への備えに
ついては、不確実な将来情勢の変化に対応するための
最小限の専門的知見や技能の維持・継承に必要な範囲
に限り保持することとし、より一層の効率化・合理化
を徹底する。

3　装備品の取得に当たっては、能力の高い新たな装備
品の導入と既存の装備品の延命や能力向上等を適切に
組み合わせることにより、必要かつ十分な「質」及び

「量」の防衛力を効率的に確保する。その際、研究開
発を含む装備品のライフサイクルを通じたプロジェク
ト管理の強化等によるライフサイクルコストの削減に
努め、費用対効果の向上を図る。

4　装備品の高度化・複雑化や任務の多様化・国際化の
中で、自衛隊の精強性を確保し、防衛力の根幹をなす
人的資源を効果的に活用する観点から、女性自衛官や
予備自衛官等の更なる活用を含め、人事制度改革に関
する施策を推進する。

5　一層厳しさを増す安全保障環境に対応し、米国のア
ジア太平洋地域へのリバランスとあいまって、日米同
盟の抑止力及び対処力を強化していくため、「日米防
衛協力のための指針」の見直しを行うなど、幅広い分
野における各種の協力や協議を一層充実させるほか、
在日米軍の駐留をより円滑かつ効果的にするための取
組等を積極的に推進する。

6　格段に厳しさを増す財政事情を勘案し、我が国の他
の諸施策との調和を図りつつ、一層の効率化・合理化
を徹底した防衛力整備に努める。

Ⅱ　基幹部隊の見直し等
1　陸上自衛隊については、我が国を取り巻く安全保障

環境の変化を踏まえ、統合運用の下、作戦基本部隊
（機動師団・機動旅団・機甲師団及び師団・旅団）や
各種部隊等の迅速・柔軟な全国的運用を可能とするた
め、各方面総監部の指揮・管理機能を効率化・合理化
するとともに、一部の方面総監部の機能を見直し、陸
上総隊を新編する。その際、中央即応集団を廃止し、
その隷下部隊を陸上総隊に編入する。

島嶼部に対する攻撃を始めとする各種事態に即応
し、実効的かつ機動的に対処し得るよう、2個師団及
び2個旅団について、高い機動力や警戒監視能力を備
え、機動運用を基本とする2個機動師団及び2個機動
旅団に改編する。また、沿岸監視部隊や初動を担任す
る警備部隊の新編等により、南西地域の島嶼部の部隊
の態勢を強化する。島嶼への侵攻があった場合、速や
かに上陸・奪回・確保するための本格的な水陸両用作
戦能力を新たに整備するため、連隊規模の複数の水陸
両用作戦専門部隊等から構成される水陸機動団を新編
する。

また、大規模な陸上兵力を動員した着上陸侵攻のよ
うな侵略事態への備えのより一層の効率化・合理化を
徹底しつつ、迅速かつ柔軟な運用を可能とする観点か
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ら、新たに導入する機動戦闘車を装備する部隊の順次
新編と北海道及び九州以外に所在する作戦基本部隊が
装備する戦車の廃止に向けた事業を着実に進めるとと
もに、九州に所在する戦車について、新編する西部方
面隊直轄の戦車部隊に集約する。また、北海道以外に
所在する作戦基本部隊が装備する火砲について、新編
する各方面隊直轄の特科部隊への集約に向けた事業を
着実に進める。

2　海上自衛隊については、常時継続的な情報収集・警
戒監視・偵察（ISR）活動（以下「常続監視」とい
う。）や対潜戦等の各種作戦の効果的な遂行により、
周辺海域を防衛し、海上交通の安全を確保するととも
に、国際平和協力活動等を機動的に実施し得るよう、
1隻のヘリコプター搭載護衛艦（DDH）と2隻のイー
ジス・システム搭載護衛艦（DDG）を中心として構
成される4個の護衛隊群に加え、その他の護衛艦から
構成される5個の護衛隊を保持する。また、潜水艦増
勢のために必要な措置を引き続き講ずる。

3　航空自衛隊については、南西地域における防空態勢
の充実のため、那覇基地に戦闘機部隊1個飛行隊を移
動させる。また、警戒航空部隊に1個飛行隊を新編し、
那覇基地に配備する。

我が国の防空能力の相対的低下を回避し、航空優勢
を確実に維持できるよう、高度な戦術技量の一層効果
的な向上のため、訓練支援機能を有する部隊を統合す
る。

4　陸上自衛隊の計画期間末の編成定数については、お
おむね15万9千人程度、常備自衛官定数についてはお
おむね15万1千人程度、即応予備自衛官員数について
はおおむね8千人程度を目途とする。また、海上自衛
隊及び航空自衛隊の計画期間中の常備自衛官定数につ
いては、平成25年度末の水準を目途とする。

Ⅲ　自衛隊の能力等に関する主要事業
1　各種事態における実効的な抑止及び対処
（1）周辺海空域における安全確保

広域において常続監視を行い、各種兆候を早期に
察知する態勢を強化するため、イージス・システム
搭載護衛艦（DDG）、汎用護衛艦（DD）、潜水艦、
固定翼哨戒機（P-1）及び哨戒ヘリコプター（SH-
60K）の整備並びに既存の護衛艦、潜水艦、固定翼
哨戒機（P-3C）及び哨戒ヘリコプター（SH-60J）
の延命を行うほか、哨戒機能を有する艦載型無人機
について検討の上、必要な措置を講ずる。また、護
衛艦部隊の増勢に向け、多様な任務への対応能力の
向上と船体のコンパクト化を両立させた新たな護衛
艦を導入する。さらに、新たな早期警戒管制機又は
早期警戒機のほか、固定式警戒管制レーダーを整備
するとともに、引き続き、現有の早期警戒管制機

（E-767）の改善を行う。加えて、広域における常続
監視能力の強化のための共同の部隊の新編に向け、

滞空型無人機を新たに導入する。このほか、海上自
衛隊及び航空自衛隊が担う陸上配備の航空救難機能
の航空自衛隊への一元化に向けた体制整備に着手す
る。

（2）島嶼部に対する攻撃への対応
（ア）常続監視体制の整備

平素からの常続監視に必要な体制を整備し、各
種事態発生時の迅速な対処を可能とするため、与
那国島に陸上自衛隊の沿岸監視部隊を配備する。
また、現有の早期警戒管制機（E-767）及び早期
警戒機（E-2C）の運用状況等を踏まえ、前記（1）
に示すとおり、新たな早期警戒管制機又は早期警
戒機を整備するほか、前記Ⅱ3に示すとおり、警
戒航空部隊に早期警戒機（E-2C）から構成され
る1個飛行隊を新編し、那覇基地に配備するとと
もに、移動式警戒管制レーダーの展開基盤を南西
地域の島嶼部に整備することにより、隙のない警
戒監視態勢を保持する。

（イ）航空優勢の獲得・維持
巡航ミサイル対処能力を含む防空能力の総合的

な向上を図るため、前記Ⅱ3に示すとおり、那覇
基地における戦闘機部隊を1個飛行隊から2個飛
行隊に増勢するほか、戦闘機（F-35A）の整備、
戦闘機（F-15）の近代化改修、戦闘機（F-2）の
空対空能力及びネットワーク機能の向上を引き続
き推進するとともに、近代化改修に適さない戦闘
機（F-15）について、能力の高い戦闘機に代替す
るための検討を行い、必要な措置を講ずる。ま
た、中距離地対空誘導弾を引き続き整備するとと
もに、巡航ミサイルや航空機への対処と弾道ミサ
イル防衛の双方に対応可能な新たな能力向上型迎
撃ミサイル（PAC-3MSE）を搭載するため、地
対空誘導弾ペトリオットの更なる能力向上を図
る。さらに、新たな空中給油・輸送機を整備する
とともに、輸送機（C-130H）への空中給油機能
の付加及び救難ヘリコプター（UH-60J）の整備
を引き続き進める。なお、太平洋側の島嶼部にお
ける防空態勢の在り方についても検討を行う。

（ウ）海上優勢の獲得・維持
常続監視や対潜戦等の各種作戦の効果的な遂行

により、周辺海域を防衛し、海上交通の安全を確
保するため、前記（1）に示すとおり、イージ
ス・システム搭載護衛艦（DDG）、汎用護衛艦

（DD）、潜水艦、固定翼哨戒機（P-1）及び哨戒ヘ
リコプター（SH-60K）の整備並びに既存の護衛
艦、潜水艦、固定翼哨戒機（P-3C）及び哨戒ヘ
リコプター（SH-60J）の延命を行うほか、多様
な任務への対応能力の向上と船体のコンパクト化
を両立させた新たな護衛艦を導入する。また、護
衛艦部隊が事態に応じた活動を持続的に行うため
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に必要な多用途ヘリコプター（艦載型）を新たに
導入するとともに、掃海艦、救難飛行艇（US-2）
及び地対艦誘導弾を引き続き整備する。

（エ）迅速な展開・対処能力の向上
迅速かつ大規模な輸送・展開能力を確保し、実

効的な対処能力の向上を図るため、輸送機（C-2）
及び輸送ヘリコプター（CH-47JA）を引き続き整
備する。また、前記（ウ）に示す多用途ヘリコプ
ター（艦載型）のほか、輸送ヘリコプター（CH-
47JA）の輸送能力を巡航速度や航続距離等の観
点から補完・強化し得るティルト・ローター機を
新たに導入する。さらに、現有の多用途ヘリコプ
ター（UH-1J）の後継となる新たな多用途ヘリコ
プターの在り方について検討の上、必要な措置を
講ずる。こうした航空輸送力の整備に当たって
は、役割分担を明確にし、機能の重複の回避を図
る。

海上から島嶼等に部隊を上陸させるための水陸
両用車の整備や現有の輸送艦の改修等により、輸
送・展開能力等を強化する。また、水陸両用作戦
等における指揮統制・大規模輸送・航空運用能力
を兼ね備えた多機能艦艇の在り方について検討の
上、結論を得る。さらに、自衛隊の輸送力と連携
して大規模輸送を効率的に実施できるよう、民間
事業者の資金や知見を利用する手法や予備自衛官
の活用も含め、民間輸送力の積極的な活用につい
て検討の上、必要な措置を講ずる。

前記Ⅱ1に示す機動運用を基本とする作戦基本
部隊（機動師団・機動旅団）に、航空機等での輸
送に適した機動戦闘車を導入し、各種事態に即応
する即応機動連隊を新編するとともに、南西地域
の島嶼部に初動を担任する警備部隊を新編等する
ほか、島嶼部への迅速な部隊展開に向けた機動展
開訓練を実施する。また、精密誘導爆弾の誘導能
力及び地対艦誘導弾を整備するとともに、艦対艦
誘導弾について、射程の延伸を始めとする能力向
上のための開発を推進する。

（オ）指揮統制・情報通信体制の整備
統合機能の充実の観点から、全国の部隊を機動

的に運用し、島嶼部を始めとする所要の地域に迅
速に集中できる指揮統制体制を確立するため、各
自衛隊の主要司令部に所要の陸・海・空の自衛官
を相互に配置し、それぞれの知見及び経験の活用
を可能とするとともに、前記Ⅱ1に示すとおり、
各方面総監部の指揮・管理機能を効率化・合理化
するとともに、一部の方面総監部の機能を見直
し、陸上総隊の新編を進める。

全国的運用を支えるための前提となる情報通信
能力について、島嶼部における基盤通信網を強化
するため、自衛隊専用回線を与那国島まで延伸す

るとともに、那覇基地に移動式多重通信装置を新
たに配備する。また、各自衛隊間のデータリンク
機能の充実や野外通信システムの能力向上を図る
ほか、引き続き、防衛分野での宇宙利用を促進
し、高機能なXバンド衛星通信網を整備するとと
もに、当該通信網の一層の充実の必要性について
検討の上、必要な措置を講ずる。

（3）弾道ミサイル攻撃への対応
北朝鮮の弾道ミサイル能力の向上を踏まえ、我が

国の弾道ミサイル対処能力の総合的な向上を図る。
弾道ミサイル攻撃に対し、我が国全体を多層的か

つ持続的に防護する体制の強化に向け、イージス・
システム搭載護衛艦（DDG）を整備するとともに、
引き続き、現有のイージス・システム搭載護衛艦

（DDG）の能力向上を行う。また、前記（2）（イ）
に示すとおり、巡航ミサイルや航空機への対処と弾
道ミサイル防衛の双方に対応可能な新たな能力向上
型迎撃ミサイル（PAC-3MSE）を搭載するため、
地対空誘導弾ペトリオットの更なる能力向上を図
る。さらに、弾道ミサイルの探知・追尾能力を強化
するため、自動警戒管制システムの能力向上や固定
式警戒管制レーダー（FPS-7）の整備及び能力向上
を推進する。

弾道ミサイル防衛用能力向上型迎撃ミサイル
（SM-3ブロックⅡA）に関する日米共同開発を引き
続き推進するとともに、その生産・配備段階への移
行について検討の上、必要な措置を講ずる。また、
日米共同の弾道ミサイル対処態勢の実効性向上のた
め共同訓練・演習を行うほか、弾道ミサイル対処の
際の展開基盤の確保に努める。

弾道ミサイル防衛用の新たな装備品も含め、将来
の弾道ミサイル防衛システム全体の在り方について
の検討を行う。また、日米間の適切な役割分担に基
づき、日米同盟全体の抑止力の強化のため、我が国
自身の抑止・対処能力の強化を図るよう、弾道ミサ
イル発射手段等に対する対応能力の在り方について
も検討の上、必要な措置を講ずる。

弾道ミサイル攻撃に併せ、同時並行的にゲリラ・
特殊部隊による攻撃が発生した場合を考慮し、警戒
監視態勢の向上、原子力発電所等の重要施設の防護
及び侵入した部隊の捜索・撃破のため、引き続き、
各種監視器材、軽装甲機動車、NBC偵察車、輸送
ヘリコプター（CH-47JA）等を整備する。また、原
子力発電所が多数立地する地域等において、関係機
関と連携して訓練を実施し、連携要領を検証すると
ともに、原子力発電所の近傍における展開基盤の在
り方について検討の上、必要な措置を講ずる。

（4）宇宙空間及びサイバー空間における対応
（ア）宇宙利用の推進

様々なセンサーを有する各種の人工衛星を活用
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した情報収集能力を引き続き充実させるほか、高
機能なXバンド衛星通信網の着実な整備により、
指揮統制・情報通信能力を強化する。また、各種
事態発生時にも継続的にこれらの能力を利用でき
るよう、宇宙状況監視に係る取組や人工衛星の防
護に係る研究を積極的に推進し、人工衛星の抗た
ん性の向上に努める。その際、国内の関係機関や
米国に宇宙に係る最先端の技術・知見が蓄積され
ていることを踏まえ、人材の育成も含め、これら
の機関等との協力を進める。

（イ）サイバー攻撃への対応
サイバー攻撃に対する十分なサイバー・セキュ

リティを常時確保できるよう、統合機能の充実と
資源配分の効率化に配慮しつつ、自衛隊の各種の
指揮統制システムや情報通信ネットワークの抗た
ん性の向上、情報収集機能や調査分析機能の強
化、サイバー攻撃対処能力の検証が可能な実戦的
な訓練環境の整備等、所要の態勢整備を行う。そ
の際、攻撃側が圧倒的に優位であるサイバー空間
での対処能力を確保するため、相手方によるサイ
バー空間の利用を妨げる能力の保有の可能性につ
いても視野に入れる。また、民間部門との協力、
同盟国等との戦略対話や共同演習等を通じ、サイ
バー・セキュリティに係る最新のリスク、対応
策、技術動向等を常に把握するよう努める。

サイバー攻撃の手法が高度化・複雑化している
中、専門的知見を備えた優秀な人材の安定的な確
保が不可欠であることを踏まえ、部内における専
門教育課程の拡充、国内外の高等教育機関等への
積極的な派遣、専門性を高める人事管理の実施等
により、優秀な人材を計画的に育成する。

サイバー攻撃に対しては、政府全体として総合
的な対処を行い得るよう、平素から、防衛省・自
衛隊の知見や人材の提供等を通じ、関係府省等と
の緊密な連携を強化するほか、訓練・演習の充実
を図る。

（5）大規模災害等への対応
南海トラフ巨大地震等の大規模自然災害や原子力

災害を始めとする特殊災害といった各種の災害に際
しては、十分な規模の部隊を迅速に輸送・展開して
初動対応に万全を期すとともに、統合運用を基本と
しつつ、要員のローテーション態勢を整備すること
で、長期間にわたる対処態勢の持続を可能とする。
その際、発災の初期段階における航空機等を活用し
た空中からの被害情報の収集や迅速な救助活動が人
命を保護する上で死活的に重要であり、また、道路
啓開等の速やかな応急復旧活動の実施が民間による
円滑な救援物資の輸送等に不可欠であるといった東
日本大震災の教訓を十分に踏まえるものとする。ま
た、関係府省、地方公共団体及び民間部門と緊密に

連携・協力しつつ、各種の訓練・演習の実施や計画
の策定、被災時の代替機能や展開基盤の確保等の各
種施策を推進する。

（6）情報機能の強化
高度な情報機能は、防衛省・自衛隊がその役割を

十分に果たしていくための基礎となるものであり、
情報の収集・分析・共有・保全等の全ての段階にお
いて情報能力を総合的に強化する。

情報収集・分析機能については、安全保障環境の
変化に伴うニーズに柔軟に対応できるよう、情報収
集施設の整備や能力向上、宇宙空間や滞空型無人機
の積極的活用等を進め、電波情報や画像情報を含む
多様な情報源に関する情報収集能力を抜本的に強化
する。その際、地理空間情報に関し、画像・地図上
において各種情報を融合して情勢の可視化・将来予
測等を行うなど、その高度な活用を実現するととも
に、データ基盤の統合的かつ効率的な整備を行う。
また、防衛駐在官の新規派遣のための増員を始めと
して、人的情報収集機能の強化に資する措置を講ず
るほか、同盟国等との協力や公開情報の収集態勢の
強化等により、海外情報の収集・分析態勢を強化す
る。

情報収集・分析に携わる要員については、我が国
を取り巻く安全保障環境が一層厳しさを増す中、政
策部門・運用部門の複雑化・多様化するニーズに情
報部門が適時かつ的確に応えられるよう、能力の高
い分析官を確保するための採用方法及び人事構成の
検討、複数の組織にまたがる情報に係る教育課程の
統合・強化、情報部門の要員の政策部門・運用部門
への一定期間の配置の着実な実施等を通じ、総合的
な情報収集・分析能力を強化する。

厳しい財政事情の下、より効率的な情報収集を実
現するため、効果的な収集管理態勢の充実を図ると
ともに、情報保全の重要性を踏まえつつ、関係府省
を含め、知るべき者の間での情報共有を徹底し、高
い相乗効果が期待できる総合分析を推進する。

2　アジア太平洋地域の安定化及びグローバルな安全保
障環境の改善

国際協調主義に基づく積極的平和主義の立場から、
アジア太平洋地域の安定化に向け、二国間・多国間の
協力関係を強化し、訓練・演習等の各種活動を適時・
適切に実施するとともに、グローバルな安全保障上の
課題等に適切に対応するため、国際平和協力活動等を
より積極的に実施する。その際、特に以下を重視す
る。

（1）訓練・演習の実施
自衛隊による訓練・演習を適時・適切に実施する

とともに、アジア太平洋地域における二国間・多国
間による共同訓練・演習を積極的に推進し、積極的
かつ目に見える形で、地域の安定化に向けた我が国
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の意思と高い能力を示すとともに、関係国との相互
運用性の向上と実際的な協力関係の構築・強化を図
る。

（2）防衛協力・交流の推進
各国及び国際機関との相互理解及び信頼関係の増

進は安全保障環境の安定化の基礎として重要であ
る。これに加え、人道支援・災害救援、海洋安全保
障、サイバー空間及び宇宙空間の安定的利用の確保
等、共通の関心を有する安全保障上の課題等につい
て具体的な協力関係を構築・強化するため、ハイレ
ベル交流のみならず、部隊間交流を含む様々なレベ
ルで二国間・多国間の防衛協力・交流を多層的に推
進する。

（3）能力構築支援の推進
自衛隊がこれまでに蓄積してきた能力を有効に活

用することにより、人道支援・災害救援、地雷・不
発弾処理、防衛医学等の分野における支援対象国の
軍等の能力を強化し、安全保障環境の安定化を図る
とともに、支援対象国の防衛当局との関係強化を推
進する。また、能力構築支援を積極的に実施する米
国、豪州等と連携するとともに、政府開発援助

（ODA）を始めとする外交政策との調整を十分に図
りつつ、効果的かつ効率的な能力構築支援の実施に
努める。

（4）海洋安全保障の確保
海洋国家である我が国の平和と繁栄の基礎である

「開かれ安定した海洋」の秩序を強化し、海上交通
の安全を確保するため、同盟国等とより緊密に協力
し、ソマリア沖・アデン湾における海賊に対応する
ほか、沿岸国自身の能力向上を支援する。また、イ
ンド洋や南シナ海等、我が国周辺以外の海域におい
ても、様々な機会を利用して、海洋安全保障につい
て認識を共有する諸外国との共同訓練・演習を充実
する。

（5）国際平和協力活動の実施
派遣先で迅速に活動を開始するため、初動態勢や

輸送能力を強化するほか、長期にわたって安定的に
活動を持続できるよう、派遣先での情報収集能力の
強化や装備品の耐弾性の向上等により一層の安全確
保に努めるとともに、引き続き、通信、補給、衛
生、家族支援等に係る態勢の充実を図る。また、派
遣先でのニーズが高い施設部隊の態勢の充実を図
り、派遣先のニーズに一層即した国際平和協力活動
の実施に努める。さらに、現地ミッション司令部や
国連PKO局への自衛隊員の派遣を通じ、国際平和
協力活動へのより効果的な参画を実現するととも
に、かかる人材を安定的に確保するため、長期的視
点に立った人材育成に取り組む。

国際平和協力センターにおける教育内容を拡充す
るとともに、国際平和協力活動等における関係府省

や諸外国、非政府組織等との連携・協力の重要性を
踏まえ、同センターにおける教育対象者を自衛隊員
以外に拡大するなど、教育面での連携の充実を図
る。

また、国連平和維持活動の実態を踏まえ、我が国
の参加の在り方について引き続き検討する。

（6）軍備管理・軍縮及び不拡散の努力への協力
国際連合等が行う軍備管理・軍縮の分野における

諸活動に協力するため、引き続き、人的貢献を含め
積極的に関与する。また、大量破壊兵器及びその運
搬手段となり得るミサイルの拡散は、我が国を含む
国際社会の平和と安定に対する重大な脅威であるこ
とから、関係国や国際機関と協力しつつ、拡散に対
する安全保障構想（PSI）への参画等の不拡散のた
めの取組を推進する。

3　防衛力の能力発揮のための基盤
（1）訓練・演習

各種事態発生時に効果的に対処し、抑止力の実効
性を高めるため、自衛隊の統合訓練・演習や日米の
共同訓練・演習を計画的かつ目に見える形で実施す
るとともに、これらの訓練・演習の教訓等を踏ま
え、事態に対処するための各種計画を不断に検証
し、見直しを行う。その際、全国の部隊による北海
道の良好な訓練環境の活用を拡大し、効果的な訓
練・演習を行うほか、輸送艦や民間輸送力の積極的
な活用や部隊の機動性の向上を進め、北海道に所在
する練度を高めた部隊の全国への展開を可能とす
る。また、自衛隊の演習場等に制約がある南西地域
における効果的な訓練・演習の実現のため、地元と
の関係に留意しつつ、米軍施設・区域の自衛隊によ
る共同使用の拡大を図る。このほか、国内外におい
て米海兵隊を始めとする米軍との共同訓練に積極的
に取り組み、本格的な水陸両用作戦能力の速やかな
整備に努める。

各種事態に国として一体的に対応し得るよう、警
察、消防、海上保安庁等の関係機関との連携を強化
するとともに、国民保護を含め、各種事態のシミュ
レーションや総合的な訓練・演習を平素から計画的
に実施する。

（2）運用基盤
各種事態発生時に迅速に展開・対処するととも

に、対処態勢を長期間にわたり持続させる上で、駐
屯地・基地等が不可欠の基盤となることを踏まえ、
駐屯地・基地等の抗たん性を高める。特に、滑走路
や情報通信基盤の維持、燃料の安定的供給の確保を
始めとして、駐屯地・基地等の各種支援機能を迅速
に復旧させる能力を強化する。また、各種事態発生
時に民間空港・港湾の自衛隊による速やかな使用を
可能とするため、特に、南西地域における展開基盤
の確保に留意しつつ、各種施策を推進する。さら
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に、即応性を確保するため、所要の弾薬や補用部品
等を運用上最適な場所に保管するとともに、駐屯
地・基地等の近傍等において必要な宿舎の着実な整
備を進める。このほか、対処態勢の長期にわたる持
続を可能とする観点から、隊員の家族に配慮した各
種の家族支援施策を推進する。

装備品の可動率をより低コストかつ高水準で維持
できるよう、装備品の可動率の向上を阻む原因に係
る調査を行うとともに、維持整備に係る成果の達成
に応じて対価を支払う新たな契約方式（PBL：
Performance Based Logistics）について、より長
期の契約が予見可能性を増大させ、費用対効果の向
上につながることを踏まえつつ、その活用の拡大を
図る。

（3）人事教育
近年、装備品が高度化・複雑化し、任務が多様

化・国際化する中、技能、経験、体力、士気等の
様々な要素を勘案しつつ、精強性を維持・向上する
とともに、厳しい財政事情の下で人材を効果的に活
用するため、長期的に実行可能な施策を推進する。
（ア）階級構成及び年齢構成等

各部隊等の特性を踏まえた上で、各自衛隊の任
務を最も適切かつ継続的に遂行できる階級構成を
実現するため、所要の能力を有する幹部・准曹を
適正な規模で確保・育成するとともに、質の高い
士を計画的に確保するための施策を推進する。

適正な年齢構成を確保するため、60歳定年職
域の定年の在り方を見直すとともに、中途退職制
度の積極的な活用やより適切な士の人事管理等、
幹部・准曹・士の各階層において年齢構成の適正
化のための施策を講ずるほか、自衛官の身分保障
に留意しつつ、諸外国の例も参考にしながら、新
たな中途退職制度に関する研究を行う。また、航
空機操縦士について、年齢構成の適正化を図るた
め民間部門に操縦士として再就職させる施策（以
下「割愛」という。）を実施する。さらに、幹部
や准曹の最終昇任率を見直すほか、精強性を維持
するため、体力的要素にも配慮したより適切な人
事管理を行う。

（イ）人材の有効活用等
一層効果的な人材活用を図るため、女性自衛官

の更なる活用を進めるとともに、高度な知識・技
能・経験を有する隊員について、総合的に精強性
の向上に資すると認められる場合には、積極的に
再任用を行う。

隊員が高い士気と誇りを持って任務を遂行する
ため、防衛功労章の拡充を始め、栄典・礼遇に関
する施策を推進する。

統合運用体制を強化するため、教育・訓練の充
実、統合幕僚監部及び関係府省等における勤務等

を通じ、広い視野・発想や我が国の安全保障に関
する幅広い経験を有し、政府の一員として各種事
態等に柔軟に即応できる人材を十分に確保する。

（ウ）募集及び再就職支援
社会の少子化・高学歴化に伴い募集環境が悪化

する中、優秀な人材を将来にわたり安定的に確保
するため、自衛隊が就職対象として広く意識され
るよう、国の防衛や安全保障に関する理解を促進
するための環境整備、時代の変化に応じた効果的
な募集広報、関係府省・地方公共団体等との連
携・協力の強化等を推進する。

一般の公務員より若年で退職を余儀なくされる
自衛官の生活基盤を確保することは国の責務であ
ることを踏まえ、地方公共団体や関係機関との連
携を強化しつつ、退職自衛官の知識・技能・経験
を社会に還元するとの観点から、退職自衛官の雇
用企業等に対するインセンティブを高めるための
施策の検討や公的部門における退職自衛官の更な
る活用等を進め、再就職環境の改善を図る。

（エ）予備自衛官等の活用
より多様化・長期化する事態における持続的な

部隊運用を支えるため、即応予備自衛官及び予備
自衛官の幅広い分野での活用を進める。このた
め、司令部等への勤務も想定した予備自衛官の任
用とその専門的知識・技能に見合った職務への割
当てを進めるとともに、招集訓練を充実させる。
また、民間輸送力の積極的な活用に向け、艦船の
乗組員としての経験を有する者を含む予備自衛官
の活用について検討の上、必要な措置を講ずるほ
か、割愛により再就職する航空機操縦士等、専門
的技能を要する予備自衛官の任用を推進する。こ
のほか、多様な事態に応じた招集も含め、予備自
衛官等の在り方について広く検討の上、必要な措
置を講ずる。また、予備自衛官等の充足向上のた
め、制度の周知を図るとともに、予備自衛官等本
人や雇用企業等に対するインセンティブを高める
ための施策を実施する。

（4）衛生
隊員の壮健性を維持し、各種事態や国際平和協力

活動等の多様な任務に対応し得る衛生機能を強化す
るため、自衛隊病院の拠点化・高機能化や病院・医
務室間のネットワーク化を進め、地域医療にも貢献
しつつ、防衛医科大学校病院等の運営の改善も含め
効率的かつ質の高い医療体制の確立を図る。また、
医官・看護師・救急救命士等の教育を強化し、より
専門的かつ高度な技能を有する要員の確保に努め
る。このほか、事態対処時における救急救命措置に
係る制度改正を含めた検討を行い、第一線の救護能
力の向上や統合機能の充実の観点を踏まえた迅速な
後送態勢の整備を図る。さらに、防衛医学の教育・
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研究拠点としての防衛医科大学校の機能を強化す
る。

（5）防衛生産・技術基盤
適切な水準の防衛生産・技術基盤は、装備品の生

産・運用・維持整備のみならず、我が国の運用環境
に適した装備品の研究開発にも不可欠であり、潜在
的に抑止力の向上にも寄与することを踏まえ、その
維持・強化を図るため、我が国の防衛生産・技術基
盤全体の将来ビジョンを示す戦略を策定する。

我が国の防衛生産・技術基盤の技術力の向上や生
産性の改善を図り、国際競争力を強化するとの観点
から、我が国として強みを有する技術分野を活かし
た、米国や英国を始めとする諸外国との国際共同開
発・生産等の防衛装備・技術協力を積極的に進め
る。また、関係府省と連携の上、防衛省・自衛隊が
開発した航空機を始めとする装備品の民間転用を進
める。

その際、国際共同開発・生産等や民間転用の推進
が製造事業者と国の双方に裨益するものとなるよう
検討の上、これを推進する。

（6）装備品の効率的な取得
装備品の効果的・効率的な取得を実現するため、

プロジェクト・マネージャーの仕組みを制度化し、
装備品の構想段階から、研究開発、量産取得、維持
整備、能力向上等の段階を経て、廃棄段階に至るま
でそのライフサイクルを通じ、技術的視点も含め、
一貫したプロジェクト管理を強化する。その際、よ
り適正な取得価格を独自に積算できるよう、過去の
契約実績のデータベース化やそれに基づく価格推算
シミュレーション・モデルの整備を行う。また、コ
スト分析の専門家等、装備品の取得業務に係る専門
的な知識・技能・経験が必要とされる人材につい
て、民間の知見も活用し、積極的に育成・配置す
る。さらに、このようにして分析したライフサイク
ルコストに係る見積と実績との間で一定以上の乖離
が生じた場合には、仕様や事業計画の見直しを含め
た検討を行う制度を整備する。

取得業務の迅速かつ効率的な実施のため、透明
性・公平性を確保しつつ、随意契約が可能な対象を
類型化・明確化し、その活用を図る。また、各種の
装備品の効率的な取得を可能とする多様な契約を活
用し得るよう、企業の価格低減インセンティブを引
き出すための契約制度の更なる整備、企業の予見可
能性を高め、コスト低減につながる更なる長期契約
の導入の可否、国際競争力を有する各企業の技術の
結集を可能とする共同企業体の活用といった柔軟な
受注体制の構築等についても検討の上、必要な措置
を講ずる。

（7）研究開発
厳しい財政事情の下、費用対効果を踏まえつつ、

自衛隊の運用に係るニーズに合致した研究開発を優
先的に実施する。

防空能力の向上のため、陸上自衛隊の中距離地対
空誘導弾と航空自衛隊の地対空誘導弾ペトリオット
の能力を代替することも視野に入れ、将来地対空誘
導弾の技術的検討を進めるほか、将来戦闘機に関
し、国際共同開発の可能性も含め、戦闘機（F-2）
の退役時期までに開発を選択肢として考慮できるよ
う、国内において戦闘機関連技術の蓄積・高度化を
図るため、実証研究を含む戦略的な検討を推進し、
必要な措置を講ずる。また、警戒監視能力の向上の
ため、電波情報収集機の開発のほか、新たな固定式
警戒管制レーダーや複数のソーナーの同時並行的な
利用により探知能力を向上させたソーナーの研究を
推進する。加えて、大規模災害を含む各種事態発生
時に柔軟な運用が可能な無人装備等の研究を行うほ
か、車両、艦船及び航空機といった既存装備品の能
力向上に関する研究開発を推進する。

新たな脅威に対応し、戦略的に重要な分野におい
て技術的優位性を確保できるよう、最新の科学技術
動向、戦闘様相の変化、国際共同研究開発の可能
性、主要装備品相互の効果的な統合運用の可能性等
を勘案し、先進的な研究を中長期的な視点に基づい
て体系的に行うため、主要な装備品ごとに中長期的
な研究開発の方向性を定める将来装備ビジョンを策
定する。

安全保障の視点から、技術開発関連情報等、科学
技術に関する動向を平素から把握し、産学官の力を
結集させて、安全保障分野においても有効に活用し
得るよう、先端技術等の流出を防ぐための技術管理
機能を強化しつつ、大学や研究機関との連携の充実
等により、防衛にも応用可能な民生技術（デュアル
ユース技術）の積極的な活用に努めるとともに民生
分野への防衛技術の展開を図る。

以上の点を踏まえた効果的・効率的な研究開発を
実現するため、防衛省・自衛隊の研究開発態勢につ
いて改めて検討の上、必要な措置を講ずる。

（8）地域コミュニティーとの連携
各種事態発生時の実効的な対処や自衛官の募集・

再就職支援等における地方公共団体等との緊密な連
携の重要性を踏まえ、防衛施設とその周辺地域との
より一層の調和を図るため、引き続き、防衛施設周
辺対策事業を推進するとともに、防衛省・自衛隊の
政策や活動に関する積極的な広報等により、地方公
共団体や地元住民の理解及び協力の獲得に努める。

地方によっては、自衛隊の部隊の存在が地域コ
ミュニティーの維持・活性化に大きく貢献し、ある
いは、自衛隊の救難機等による急患輸送が地域医療
を支えている場合等が存在することを踏まえ、部隊
の改編や駐屯地・基地等の配置・運営に当たって
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は、地方公共団体や地元住民の理解を得られるよ
う、地域の特性に配慮する。その際、中小企業者に
関する国等の契約の方針を踏まえ、効率性にも配慮
しつつ、地元中小企業の受注機会の確保を図るな
ど、地元経済に寄与する各種施策を推進する。

（9）情報発信の強化
自衛隊の任務の安定的な遂行には、何より国民や

諸外国の理解と支持が不可欠であることを踏まえ、
発信内容の整合性に留意しつつ、ソーシャルネット
ワーク等の多様な情報媒体の更なる活用も含め、積
極的かつ効果的な情報発信の充実に努めるととも
に、自衛隊の海外における活動を含む防衛省・自衛
隊の取組について、英語版ホームページの充実等を
通じ、諸外国に対する情報発信を強化する。

（10）知的基盤の強化
国民の安全保障・危機管理に対する理解を促進す

るため、安全保障・危機管理の専門家としての職員
の論文発表や講師としての派遣等を通じ、教育機関
等における安全保障教育の推進に寄与する。また、
防衛研究所について、市ヶ谷地区への移転による政
策立案部門等との連携の促進、米国や豪州を始めと
する諸外国の研究機関との研究交流の推進等によ
り、防衛省のシンクタンクとしての機能を強化し、
防衛省が直面する政策課題に適時・適切に対応でき
る組織運営に努める。

（11）防衛省改革の推進
文官と自衛官の一体感を醸成するとともに、防衛

力整備の全体最適化、統合運用機能の強化、政策立
案・情報発信機能の強化等を実現するため、防衛省
の業務及び組織を不断に見直し、改革を推進する。
その際、防衛力整備の全体最適化が図られるよう、
統合運用を踏まえた防衛力の能力評価を重視した防
衛力整備の計画体系の確立等を行うとともに、外局
の設置も視野に入れ、装備品取得の効率化・最適化
に向けた取組を行う。また、自衛隊の運用の迅速
性・効率性の向上のため、実際の部隊運用に関する
業務を統合幕僚監部に一元化すること等により、内
部部局及び統合幕僚監部の間の実態としての業務の
重複を解消し、運用企画局の改廃を含めた組織の見
直しを行う。

Ⅳ　日米同盟の強化のための施策
1　日米防衛協力の強化

米国の我が国及びアジア太平洋地域に対するコミッ
トメントを維持・強化し、我が国の安全を確保するた

め、我が国自身の能力を強化することを前提として、
「日米防衛協力のための指針」の見直しを進める。

同時に、共同訓練・演習、共同の情報収集・警戒監
視・偵察（ISR）活動及び米軍・自衛隊の施設・区域
の共同使用の拡大を推進するほか、弾道ミサイル防
衛、計画検討作業、拡大抑止協議等の各種の運用協力
や政策調整を一層緊密に進める。

また、海賊対処、能力構築支援、人道支援・災害救
援、平和維持、テロ対策等の分野における協力のほ
か、海洋・宇宙・サイバー分野における協力を強化す
る。

さらに、情報協力及び情報保全の取組、装備・技術
面での協力等の幅広い分野で日米の協力関係を強化・
拡大する。

2　在日米軍の駐留をより円滑かつ効果的にするための
取組

在日米軍の駐留をより円滑かつ効果的にするとの観
点から、在日米軍駐留経費を安定的に確保する。

Ⅴ　整備規模
前記Ⅲに示す装備品のうち、主要なものの具体的整備

規模は、別表のとおりとする。おおむね10年程度で25
大綱の別表の体制を構築することを目指し、本計画期間
においては、現下の状況に即応するための防衛力を着実
に整備することとする。
Ⅵ　所要経費

1　この計画の実施に必要な防衛力整備の水準に係る金
額は、平成25年度価格でおおむね24兆6，700億円程
度を目途とする。

2　本計画期間中、国の他の諸施策との調和を図りつ
つ、調達改革等を通じ、一層の効率化・合理化を徹底
した防衛力整備に努め、おおむね7，000億円程度の
実質的な財源の確保を図り、本計画の下で実施される
各年度の予算の編成に伴う防衛関係費は、おおむね
23兆9，700億円程度の枠内とする。

3　この計画については、3年後には、その時点におけ
る国際情勢、情報通信技術を始めとする技術的水準の
動向、財政事情等内外諸情勢を勘案し、必要に応じ見
直しを行う。

Ⅶ　留意事項
米軍の抑止力を維持しつつ、沖縄県を始めとする地元

の負担軽減を図るための在日米軍の兵力態勢見直し等に
ついての具体的措置及びSACO（沖縄に関する特別行動
委員会）関連事業については、着実に実施する。
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（別表）
区　　分 種　　類 整備規模

陸上自衛隊

機動戦闘車
装甲車
水陸両用車
ティルト・ローター機
輸送ヘリコプター（CH-47JA）
地対艦誘導弾
中距離地対空誘導弾
戦車
火砲（迫撃砲を除く。）

99両
24両
52両
17機
6機

9個中隊
5個中隊
44両
31両

海上自衛隊

護衛艦
（イージス・システム搭載護衛艦）
潜水艦
その他
自衛艦建造計
（トン数）
固定翼哨戒機（P-1）
哨戒ヘリコプター（SH-60K）
多用途ヘリコプター（艦載型）

5隻
（2隻）
5隻
5隻
15隻

（約5.2万トン）
23機
23機
9機

航空自衛隊

新早期警戒（管制）機
戦闘機（F-35A）
戦闘機（F-15）近代化改修
新空中給油・輸送機
輸送機（C-2）
地対空誘導弾ペトリオットの能力向上
（PAC-3MSE）

4機
28機
26機
3機
10機

2個群及び教育所要

共同の部隊 対空型無人機 3機

（注）哨戒機能を有する艦載型無人機については、上記の哨戒ヘリコプター（SH－60K）の機数の範囲内で、追加的な整備を行い得るものとする。
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	資料9	 国の存立を全うし、国民を守るための切れ目の
ない安全保障法制の整備について

平成26年7月1日　国家安全保障会議決定
閣　　議　　決　　定

我が国は、戦後一貫して日本国憲法の下で平和国家とし
て歩んできた。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるよう
な軍事大国とはならず、非核三原則を守るとの基本方針を
堅持しつつ、国民の営々とした努力により経済大国として
栄え、安定して豊かな国民生活を築いてきた。また、我が
国は、平和国家としての立場から、国際連合憲章を遵守し
ながら、国際社会や国際連合を始めとする国際機関と連携
し、それらの活動に積極的に寄与している。こうした我が
国の平和国家としての歩みは、国際社会において高い評価
と尊敬を勝ち得てきており、これをより確固たるものにし
なければならない。

一方、日本国憲法の施行から67年となる今日までの間
に、我が国を取り巻く安全保障環境は根本的に変容すると
ともに、更に変化し続け、我が国は複雑かつ重大な国家安
全保障上の課題に直面している。国際連合憲章が理想とし
て掲げたいわゆる正規の「国連軍」は実現のめどが立って
いないことに加え、冷戦終結後の四半世紀だけをとって
も、グローバルなパワーバランスの変化、技術革新の急速
な進展、大量破壊兵器や弾道ミサイルの開発及び拡散、国
際テロなどの脅威により、アジア太平洋地域において問題
や緊張が生み出されるとともに、脅威が世界のどの地域に
おいて発生しても、我が国の安全保障に直接的な影響を及
ぼし得る状況になっている。さらに、近年では、海洋、宇
宙空間、サイバー空間に対する自由なアクセス及びその活
用を妨げるリスクが拡散し深刻化している。もはや、どの
国も一国のみで平和を守ることはできず、国際社会もま
た、我が国がその国力にふさわしい形で一層積極的な役割
を果たすことを期待している。

政府の最も重要な責務は、我が国の平和と安全を維持
し、その存立を全うするとともに、国民の命を守ることで
ある。我が国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、政
府としての責務を果たすためには、まず、十分な体制を
もって力強い外交を推進することにより、安定しかつ見通
しがつきやすい国際環境を創出し、脅威の出現を未然に防
ぐとともに、国際法にのっとって行動し、法の支配を重視
することにより、紛争の平和的な解決を図らなければなら
ない。

さらに、我が国自身の防衛力を適切に整備、維持、運用
し、同盟国である米国との相互協力を強化するとともに、
域内外のパートナーとの信頼及び協力関係を深めることが
重要である。特に、我が国の安全及びアジア太平洋地域の
平和と安定のために、日米安全保障体制の実効性を一層高
め、日米同盟の抑止力を向上させることにより、武力紛争
を未然に回避し、我が国に脅威が及ぶことを防止すること
が必要不可欠である。その上で、いかなる事態においても
国民の命と平和な暮らしを断固として守り抜くとともに、

国際協調主義に基づく「積極的平和主義」の下、国際社会
の平和と安定にこれまで以上に積極的に貢献するために
は、切れ目のない対応を可能とする国内法制を整備しなけ
ればならない。

5月15日に「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇談
会」から報告書が提出され、同日に安倍内閣総理大臣が記
者会見で表明した基本的方向性に基づき、これまで与党に
おいて協議を重ね、政府としても検討を進めてきた。今
般、与党協議の結果に基づき、政府として、以下の基本方
針に従って、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために必
要な国内法制を速やかに整備することとする。
1　武力攻撃に至らない侵害への対処
（1）我が国を取り巻く安全保障環境が厳しさを増して

いることを考慮すれば、純然たる平時でも有事でもな
い事態が生じやすく、これにより更に重大な事態に至
りかねないリスクを有している。こうした武力攻撃に
至らない侵害に際し、警察機関と自衛隊を含む関係機
関が基本的な役割分担を前提として、より緊密に協力
し、いかなる不法行為に対しても切れ目のない十分な
対応を確保するための態勢を整備することが一層重要
な課題となっている。

（2）具体的には、こうした様々な不法行為に対処する
ため、警察や海上保安庁などの関係機関が、それぞれ
の任務と権限に応じて緊密に協力して対応するとの基
本方針の下、各々の対応能力を向上させ、情報共有を
含む連携を強化し、具体的な対応要領の検討や整備を
行い、命令発出手続を迅速化するとともに、各種の演
習や訓練を充実させるなど、各般の分野における必要
な取組を一層強化することとする。

（3）このうち、手続の迅速化については、離島の周辺
地域等において外部から武力攻撃に至らない侵害が発
生し、近傍に警察力が存在しない場合や警察機関が直
ちに対応できない場合（武装集団の所持する武器等の
ために対応できない場合を含む。）の対応において、
治安出動や海上における警備行動を発令するための関
連規定の適用関係についてあらかじめ十分に検討し、
関係機関において共通の認識を確立しておくととも
に、手続を経ている間に、不法行為による被害が拡大
することがないよう、状況に応じた早期の下令や手続
の迅速化のための方策について具体的に検討すること
とする。

（4）さらに、我が国の防衛に資する活動に現に従事す
る米軍部隊に対して攻撃が発生し、それが状況によっ
ては武力攻撃にまで拡大していくような事態において
も、自衛隊と米軍が緊密に連携して切れ目のない対応
をすることが、我が国の安全の確保にとっても重要で
ある。自衛隊と米軍部隊が連携して行う平素からの各
種活動に際して、米軍部隊に対して武力攻撃に至らな
い侵害が発生した場合を想定し、自衛隊法第95条に
よる武器等防護のための「武器の使用」の考え方を参
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考にしつつ、自衛隊と連携して我が国の防衛に資する
活動（共同訓練を含む。）に現に従事している米軍部
隊の武器等であれば、米国の要請又は同意があること
を前提に、当該武器等を防護するための自衛隊法第
95条によるものと同様の極めて受動的かつ限定的な
必要最小限の「武器の使用」を自衛隊が行うことがで
きるよう、法整備をすることとする。

2　国際社会の平和と安定への一層の貢献
（1）いわゆる後方支援と「武力の行使との一体化」

ア　いわゆる後方支援と言われる支援活動それ自体
は、「武力の行使」に当たらない活動である。例
えば、国際の平和及び安全が脅かされ、国際社会
が国際連合安全保障理事会決議に基づいて一致団
結して対応するようなときに、我が国が当該決議
に基づき正当な「武力の行使」を行う他国軍隊に
対してこうした支援活動を行うことが必要な場合
がある。一方、憲法第9条との関係で、我が国に
よる支援活動については、他国の「武力の行使と
一体化」することにより、我が国自身が憲法の下
で認められない「武力の行使」を行ったとの法的
評価を受けることがないよう、これまでの法律に
おいては、活動の地域を「後方地域」や、いわゆ
る「非戦闘地域」に限定するなどの法律上の枠組
みを設定し、「武力の行使との一体化」の問題が
生じないようにしてきた。

イ　こうした法律上の枠組みの下でも、自衛隊は、
各種の支援活動を着実に積み重ね、我が国に対す
る期待と信頼は高まっている。安全保障環境が更
に大きく変化する中で、国際協調主義に基づく

「積極的平和主義」の立場から、国際社会の平和
と安定のために、自衛隊が幅広い支援活動で十分
に役割を果たすことができるようにすることが必
要である。また、このような活動をこれまで以上
に支障なくできるようにすることは、我が国の平
和及び安全の確保の観点からも極めて重要であ
る。

ウ　政府としては、いわゆる「武力の行使との一体
化」論それ自体は前提とした上で、その議論の積
み重ねを踏まえつつ、これまでの自衛隊の活動の
実経験、国際連合の集団安全保障措置の実態等を
勘案して、従来の「後方地域」あるいはいわゆる

「非戦闘地域」といった自衛隊が活動する範囲を
およそ一体化の問題が生じない地域に一律に区切
る枠組みではなく、他国が「現に戦闘行為を行っ
ている現場」ではない場所で実施する補給、輸送
などの我が国の支援活動については、当該他国の

「武力の行使と一体化」するものではないという
認識を基本とした以下の考え方に立って、我が国
の安全の確保や国際社会の平和と安定のために活
動する他国軍隊に対して、必要な支援活動を実施

できるようにするための法整備を進めることとす
る。

（ア）我が国の支援対象となる他国軍隊が「現に
戦闘行為を行っている現場」では、支援活動は
実施しない。

（イ）　仮に、状況変化により、我が国が支援活動
を実施している場所が「現に戦闘行為を行って
いる現場」となる場合には、直ちにそこで実施
している支援活動を休止又は中断する。

（2）国際的な平和協力活動に伴う武器使用
ア　我が国は、これまで必要な法整備を行い、過去

20年以上にわたり、国際的な平和協力活動を実
施してきた。その中で、いわゆる「駆け付け警
護」に伴う武器使用や「任務遂行のための武器使
用」については、これを「国家又は国家に準ずる
組織」に対して行った場合には、憲法第9条が禁
ずる「武力の行使」に該当するおそれがあること
から、国際的な平和協力活動に従事する自衛官の
武器使用権限はいわゆる自己保存型と武器等防護
に限定してきた。

イ　我が国としては、国際協調主義に基づく「積極
的平和主義」の立場から、国際社会の平和と安定
のために一層取り組んでいく必要があり、そのた
めに、国際連合平和維持活動（PKO）などの国
際的な平和協力活動に十分かつ積極的に参加でき
ることが重要である。また、自国領域内に所在す
る外国人の保護は、国際法上、当該領域国の義務
であるが、多くの日本人が海外で活躍し、テロな
どの緊急事態に巻き込まれる可能性がある中で、
当該領域国の受入れ同意がある場合には、武器使
用を伴う在外邦人の救出についても対応できるよ
うにする必要がある。

ウ　以上を踏まえ、我が国として、「国家又は国家
に準ずる組織」が敵対するものとして登場しない
ことを確保した上で、国際連合平和維持活動など
の「武力の行使」を伴わない国際的な平和協力活
動におけるいわゆる「駆け付け警護」に伴う武器
使用及び「任務遂行のための武器使用」のほか、
領域国の同意に基づく邦人救出などの「武力の行
使」を伴わない警察的な活動ができるよう、以下
の考え方を基本として、法整備を進めることとす
る。

（ア）国際連合平和維持活動等については、PKO
参加5原則の枠組みの下で、「当該活動が行わ
れる地域の属する国の同意」及び「紛争当事者
の当該活動が行われることについての同意」が
必要とされており、受入れ同意をしている紛争
当事者以外の「国家に準ずる組織」が敵対する
ものとして登場することは基本的にないと考え
られる。このことは、過去20年以上にわたる
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我が国の国際連合平和維持活動等の経験からも
裏付けられる。近年の国際連合平和維持活動に
おいて重要な任務と位置付けられている住民保
護などの治安の維持を任務とする場合を含め、
任務の遂行に際して、自己保存及び武器等防護
を超える武器使用が見込まれる場合には、特
に、その活動の性格上、紛争当事者の受入れ同
意が安定的に維持されていることが必要であ
る。

（イ）自衛隊の部隊が、領域国政府の同意に基づ
き、当該領域国における邦人救出などの「武力
の行使」を伴わない警察的な活動を行う場合に
は、領域国政府の同意が及ぶ範囲、すなわち、
その領域において権力が維持されている範囲で
活動することは当然であり、これは、その範囲
においては「国家に準ずる組織」は存在してい
ないということを意味する。

（ウ）受入れ同意が安定的に維持されているかや
領域国政府の同意が及ぶ範囲等については、国
家安全保障会議における審議等に基づき、内閣
として判断する。

（エ）なお、これらの活動における武器使用につ
いては、警察比例の原則に類似した厳格な比例
原則が働くという内在的制約がある。

3　憲法第9条の下で許容される自衛の措置
（1）我が国を取り巻く安全保障環境の変化に対応し、

いかなる事態においても国民の命と平和な暮らしを守
り抜くためには、これまでの憲法解釈のままでは必ず
しも十分な対応ができないおそれがあることから、い
かなる解釈が適切か検討してきた。その際、政府の憲
法解釈には論理的整合性と法的安定性が求められる。
したがって、従来の政府見解における憲法第9条の解
釈の基本的な論理の枠内で、国民の命と平和な暮らし
を守り抜くための論理的な帰結を導く必要がある。

（2）憲法第9条はその文言からすると、国際関係にお
ける「武力の行使」を一切禁じているように見える
が、憲法前文で確認している「国民の平和的生存権」
や憲法第13条が「生命、自由及び幸福追求に対する
国民の権利」は国政の上で最大の尊重を必要とする旨
定めている趣旨を踏まえて考えると、憲法第9条が、
我が国が自国の平和と安全を維持し、その存立を全う
するために必要な自衛の措置を採ることを禁じている
とは到底解されない。一方、この自衛の措置は、あく
まで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸
福追求の権利が根底から覆されるという急迫、不正の
事態に対処し、国民のこれらの権利を守るためのやむ
を得ない措置として初めて容認されるものであり、そ
のための必要最小限度の「武力の行使」は許容され
る。これが、憲法第9条の下で例外的に許容される

「武力の行使」について、従来から政府が一貫して表

明してきた見解の根幹、いわば基本的な論理であり、
昭和47年10月14日に参議院決算委員会に対し政府か
ら提出された資料「集団的自衛権と憲法との関係」に
明確に示されているところである。

この基本的な論理は、憲法第9条の下では今後とも
維持されなければならない。

（3）これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の
行使」が許容されるのは、我が国に対する武力攻撃が
発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭
で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の
急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等により我が国
を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続
けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生す
る武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様
等によっては、我が国の存立を脅かすことも現実に起
こり得る。

我が国としては、紛争が生じた場合にはこれを平和
的に解決するために最大限の外交努力を尽くすととも
に、これまでの憲法解釈に基づいて整備されてきた既
存の国内法令による対応や当該憲法解釈の枠内で可能
な法整備などあらゆる必要な対応を採ることは当然で
あるが、それでもなお我が国の存立を全うし、国民を
守るために万全を期す必要がある。

こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照
らして慎重に検討した結果、我が国に対する武力攻撃
が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にあ
る他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国
の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の
権利が根底から覆される明白な危険がある場合におい
て、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守
るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度
の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な
論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容さ
れると考えるべきであると判断するに至った。

（4）我が国による「武力の行使」が国際法を遵守して
行われることは当然であるが、国際法上の根拠と憲法
解釈は区別して理解する必要がある。憲法上許容され
る上記の「武力の行使」は、国際法上は、集団的自衛
権が根拠となる場合がある。この「武力の行使」に
は、他国に対する武力攻撃が発生した場合を契機とす
るものが含まれるが、憲法上は、あくまでも我が国の
存立を全うし、国民を守るため、すなわち、我が国を
防衛するためのやむを得ない自衛の措置として初めて
許容されるものである。

（5）また、憲法上「武力の行使」が許容されるとして
も、それが国民の命と平和な暮らしを守るためのもの
である以上、民主的統制の確保が求められることは当
然である。政府としては、我が国ではなく他国に対し
て武力攻撃が発生した場合に、憲法上許容される「武
力の行使」を行うために自衛隊に出動を命ずるに際し
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ては、現行法令に規定する防衛出動に関する手続と同
様、原則として事前に国会の承認を求めることを法案
に明記することとする。

4　今後の国内法整備の進め方
これらの活動を自衛隊が実施するに当たっては、国家

安全保障会議における審議等に基づき、内閣として決定
を行うこととする。こうした手続を含めて、実際に自衛

隊が活動を実施できるようにするためには、根拠となる
国内法が必要となる。政府として、以上述べた基本方針
の下、国民の命と平和な暮らしを守り抜くために、あら
ゆる事態に切れ目のない対応を可能とする法案の作成作
業を開始することとし、十分な検討を行い、準備ができ
次第、国会に提出し、国会における御審議を頂くことと
する。

	資料10	 戦車、主要火器などの保有数
	 （2023.3.31現在）

種　類 無反動砲 迫撃砲 野戦砲 ロケット弾
発射機等 高射機関砲 戦車 装甲車 機動戦闘車

保有概数 2,600 1,200 370 40 50 450 980 160

（注）戦車、装甲車以外の各種砲には、自走砲を含む。
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	資料12	 主要艦艇の就役数
（2023.3.31現在）

区　　分 護衛艦 潜水艦 機雷艦艇 哨戒艦艇 輸送艦艇 補助艦艇
数（隻） 50 22 21 6 10 29

基準排水量（千トン） 279 63 22 1 28 130

（注）数字は四捨五入によっているので計と符合しないことがある。

	資料11	 主要航空機の保有数・性能諸元
	 （2023.3.31現在）

所属 形式 機　種 用　途 保有数
（機）

最大速度
（ノット）

乗員
（人）

全長
（m）

全幅
（m） エンジン

陸上
自衛隊

固定翼 LR-2 連絡偵察 8 300 2（8） 14.2 17.7 ターボプロップ、双発

回転翼

AH-1S 対戦車 44 120 2 13.6 3.6 ターボシャフト、単発
OH-1 観測 37 140 2 12.0 3.3 ターボシャフト、双発
UH-1J 多用途 112 110 2（11） 12.7 2.8 ターボシャフト、単発
UH-2 多用途 7 130 2（11） 13.1 2.9 ターボシャフト、双発
CH-47J／JA 輸送 50 150／140 3（55） 15.9 3.8／4.8 ターボシャフト、双発
UH-60JA 多用途 40 150 2（12） 15.6 5.5 ターボシャフト、双発
AH-64D 戦闘 12 150 2 15.0 5.7 ターボシャフト、双発

ティルト・
ローター機 V-22 輸送 13 280 3（24） 17.5 15.5 ターボシャフト、双発

海上
自衛隊

固定翼
P-1 哨戒 34 450 11 38.0 35.4 ターボファン、4発
P-3C 哨戒 35 400 11 35.6 30.4 ターボプロップ、4発
US-2 救難 7 320 11 33.3 33.2 ターボプロップ、4発

回転翼
SH-60J 哨戒 10 150 4 15.3 4.4 ターボシャフト、双発
SH-60K 哨戒 73 140 4 15.9 4.4 ターボシャフト、双発
MCH-101 掃海・輸送 10 150 4 19.5 5.1 ターボシャフト、3発

航空
自衛隊

固定翼

F-15J／DJ 戦闘 200 2.5マッハ 1／2 19.4 13.1 ターボファン、双発
F-2A／B 戦闘 91 2マッハ 1／2 15.5 11.1 ターボファン、単発
F-35A 戦闘 33 1.6マッハ 1 15.6 10.7 ターボファン、単発
C-1 輸送 6 0.76マッハ 5（60） 29.0 30.6 ターボファン、双発
C-2 輸送 16 0.82マッハ 2～5（110） 43.9 44.4 ターボファン、双発
C-130H 輸送 13 320 6（92） 29.8 40.4 ターボプロップ、4発
KC-767 空中給油・輸送 4 0.84マッハ 4～8（200） 48.5 47.6 ターボファン、双発
KC-46A 空中給油・輸送 2 0.86マッハ 3～14（104） 50.4 47.6 ターボファン、双発
KC-130H 空中給油・輸送 3 320 6（92） 29.8 40.4 ターボプロップ、4発
E-2C 早期警戒 10 320 5 17.6 24.6 ターボプロップ、双発
E-2D 早期警戒 3 350 5 17.6 24.6 ターボプロップ、双発
E-767 早期警戒管制 4 450 20 48.5 47.6 ターボファン、双発
RQ-4B 偵察 2 570km/h 0 14.5 39.9 ターボファン、単発

回転翼
CH-47J 輸送 15 160 5（48） 15.9 4.8 ターボシャフト、双発
UH-60J 救難 37 140 5 15.7 5.4 ターボシャフト、双発

（注）1　保有数は、2023.3.31現在の国有財産台帳数値である。
2　乗員の項で（　）内の数値は、輸送人員を示す。
3　回転翼機及びティルト・ローター機の全長、全幅はローター径を含まない数値である。
4　最大速度は概数である。

107 令和5年版 防衛白書

資
料
編

防衛2023_資料編_11-20.indd   107防衛2023_資料編_11-20.indd   107 2023/06/26   13:16:252023/06/26   13:16:25



	資料13	 防衛関係費（当初予算）の推移
	 （単位：億円、%）

区分

年度

GNP・GDP
（当初見通し）

（A）

一般会計
歳出

（B）
対前年度
伸び率

一般歳出
（C）

対前年度
伸び率

防衛関係費
（D）

対前年度
伸び率

防衛関係費
の対GNP・

GDP比
（D／A）

防衛関係費
の対一般会
計歳出比
（D／B）

防衛関係費
の対一般歳

出比
（D／C）

昭30
（1955） 75,590 9,915 △0.8 8,107 △2.8 1,349 △3.3 1.78 13.61 16.6

40
（1965） 281,600 36,581 12.4 29,198 12.8 3,014 9.6 1.07 8.24 10.3

50
（1975） 1,585,000 212,888 24.5 158,408 23.2 13,273 21.4 0.84 6.23 8.4

60
（1985） 3,146,000 524,996 3.7 325,854 △0.0 31,371 6.9 0.997 5.98 9.6

平7
（1995） 4,928,000 709,871 △2.9 421,417 3.1 47,236 0.9 0.959 6.65 11.2

17
（2005） 5,115,000 821,829 0.1 472,829 △0.7

48,301 △1.0 0.944 5.88 10.2
48,564 △1.0 0.949 5.91 10.3

25
（2013） 4,877,000 926,115 2.5 539,774 5.3

46,804 0.8 0.960 5.05 8.67
47,538 0.8 0.975 5.13 8.81

26
（2014） 5,004,000 958,823 3.5 564,697 4.6

47,838 2.2 0.956 4.99 8.47
48,848 2.8 0.976 5.09 8.65

27
（2015） 5,049,000 963,420 0.5 573,555 1.6

48,221 0.8 0.955 5.01 8.41
49,801 2.0 0.986 5.17 8.68

28
（2016） 5,188,000 967,218 0.4 578,286 0.8

48,607 0.8 0.937 5.03 8.41
50,541 1.5 0.974 5.23 8.74

29
（2017） 5,535,000 974,547 0.8 583,591 0.9

48,996 0.8 0.885 5.03 8.40
51,251 1.4 0.926 5.26 8.78

30
（2018） 5,643,000 977,128 0.3 588,958 0.9

49,388 0.8 0.875 5.05 8.39
51,911 1.3 0.920 5.31 8.81

令元
（2019） 5,661,000 994,291

（1,014,571） 3.8 599,359
（619,639） 5.2

50,070 1.4 0.884 5.04 8.35
52,574 1.3 0.929 5.18 8.48

2
（2020） 5,702,000 1,008,791

（1,026,580） 1.2 617,184
（634,972） 2.5

50,688 1.2 0.889 5.02 8.21
53,133 1.1 0.932 5.18 8.37

3
（2021） 5,595,000 1,066,097 3.8 669,020 5.4

51,235 1.1 0.916 4.81 7.66
53,422 0.5 0.955 5.01 7.99

4
（2022） 5,646,000 1,075,964 0.9 673,746 0.7

51,788 1.1 0.917 4.81 7.69
54,005 1.1 0.957 5.02 8.02

5
（2023） 5,719,000 1,143,812 6.3 727,317 8.0

66,001 27.4 1.154 5.77 9.07
68,219 26.3 1.193 5.96 9.38

（注）1　平成17年度以降の防衛関係費の欄などの上段はSACO関係経費（平成17（2005）年度：263億円、平成26（2014）年度：120億
円、平成27（2015）年度：46億円、平成28（2016）年度：28億円、平成29（2017）年度：28億円、平成30年度（2018）：51
億円、令和元（2019）年度：256億円、令和2（2020）年度：138億円、令和3（2021）年度：144億円、令和4（2022）年度：
137億円）、令和5（2023）年度：115億円）、米軍再編関係経費のうち地元負担軽減分（平成25（2013）年度：646億円、平成26

（2014）年度：890億円、平成27（2015）年度：1,426億円、平成28（2016）年度：1,766億円、平成29（2017）年度：2,011
億円、平成30（2018）年度：2,161億円、令和元（2019）年度：1,679億円、令和2（2020）年度：1,799億円、令和3（2021）
年度：2,044億円、令和4（2022）年度：2,080億円）、令和5（2023）年度：2,103億円）、新たな政府専用機導入に伴う経費（平
成27（2015）年度：108億円、平成28（2016）年度：140億円、平成29（2017）年度：216億円、平成30（2018）年度：312
億円、令和元（2019）年度：62億円、令和2（2020）年度：0.3億円、令和3（2021）年度：0.3億円、令和4（2022）年度：0.08
億円）及び防災・減災、国土強靱化のための3か年緊急対策にかかる経費（令和元（2019）年度：508億円、令和2（2020）年度：
508億円）を除いたもの、下段は含んだものである。

2　令和元年度及び令和2年度の一般会計歳出及び一般歳出における下段（　）書きは、臨時・特別の措置を含んだものである。
3　デジタル庁にかかる経費として、令和3（2021）年度予算額には187億円、令和4（2022）年度予算額には318億円、令和5（2023）

年度予算額には339億円を含む。
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	資料14	 各国国防費の推移

年度
国名 2018 2019 2020 2021 2022 2023

日本（億円）
日本／対前年度伸び率（%）

49,388
51,911

50,070
52,574

50,688
53,133

51,235
53,422

51,788
54,005

66,001
68,219

0.8
1.3

1.4
1.3

1.2
1.1

1.1
0.5

1.1
1.1

27.4
26.3

米国（百万ドル）
米国／対前年度伸び率（%）

600,683 653,986 690,420 717,581 726,632 771,260

5.6 8.9 5.6 3.9 1.3 6.1

中国（億元）
中国／対前年度伸び率（%）

11,070 11,899 12,680 13,553 14,505 15,537

8.3 7.5 6.6 6.8 7.1 7.2

ロシア（億ルーブル）
ロシア／対前年度伸び率（%）

28,270 29,974 31,688 35,761 46,787 49,816

-0.9 6.0 5.7 12.9 30.8 6.5

韓国（億ウォン）
韓国／対前年度伸び率（%）

431,581 466,971 501,527 528,401 546,112 570,143

7.0 8.2 7.4 5.4 3.4 4.4

オーストラリア（百万豪ドル）
オーストラリア／対前年度伸び率（%）

36,231 38,562 42,612 44,568 47,979 51,028

3.0 6.4 10.5 4.6 7.7 6.4

英国（百万ポンド）
英国／対前年度伸び率（%）

37,800 38,800 41,400 46,000 48,200 50,900

5.0 2.6 6.7 11.1 4.8 5.6

フランス（百万ユーロ）
フランス／対前年度伸び率（%）

42,700 44,400 46,000 47,700 49,600 53,100

4.7 4.0 3.6 3.7 4.0 7.1

ドイツ（百万ユーロ）
ドイツ／対前年度伸び率（%）

38,520 43,228 45,053 46,930 50,495 58,526

4.1 12.2 4.2 4.2 7.6 15.9

（注）1　各国予算書、国防白書などを基に作成。
2　日本については、上段は、SACO関係経費（2018年度：51億円、2019年度：256億円、2020年度：138億円、2021年度：144億

円、2022年度：137億円、2023年度：115億円）、米軍再編関係経費のうち地元負担軽減分（2018年度：2,161億円、2019年度：
1,679億円、2020年度：1,799億円、21年度：2,044億円、2022年度：2,080億円、2023年度：2,103億円）、新たな政府専用機
導入に伴う経費（2018年度：312億円、2019年度：62億円、2020年度：0.3億円、2021年度：0.3億円、2022年度：0.1億円）
及び防災・減災、国土強靭化のための3か年緊急対策にかかる経費（2019年度：508億円、2020年度：508億円）を除いたもの、下
段はそれらを含んだ当初予算である。

3　米国については、Historical Tablesによる国防省予算支出額。2023年度の数値は推定額。
4　中国については、国防費は全人代財政報告における当初予算額を記載（基本的に中央本級支出（中央財政支出の一部）における国防費

のみ公表。）対前年度伸び率については、中央本級支出における国防費を比較して算出。伸び率の数値は中国公表値を含む。
5　ロシアについては、ロシア連邦財務省及びロシア連邦国庫公表資料における2019-2022年度の執行額及び2023年度の予算額。
6　韓国については、国防部HPによる予算額。
7　オーストラリアについては、豪国防省公表「Defence Portfolio Budget Statements」における予算額。
8　英国については、予算教書による予算案。
9　フランスについては、フランス軍事省公表「Projet de loi de finances」における予算額（年金関連費含む。）
10　ドイツについては、ドイツ連邦予算法による予算額。2022年、2023年については、連邦軍特別基金を含む。
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	資料15	 自衛隊の主な行動の要件（国会承認含む）と武器使用権限等について

区　　分 対象となる事態等 行動の要件等 権限に関する主な規定

防衛出動
自衛隊法
第76条

① 　我が国に対する外部から
の武力攻撃が発生した事態
又は武力攻撃が発生する明
白な危険が切迫していると
認められるに至った事態に
際して、我が国を防衛するた
め必要があると認める場合

② 　我が国と密接な関係にあ
る他国に対する武力攻撃が
発生し、これにより我が国
の存立が脅かされ、国民の
生命、自由及び幸福追求の
権利が根底から覆される明
白な危険がある事態に際し
て、我が国を防衛するため
必要があると認める場合

① 　命令権者：内閣総理大臣
② 　国会の承認：必要（原則

として事前承認）
③ 　閣議決定：必要

○ 　我が国を防衛するため必要な武力の行使等

○ 　海上保安庁の統制（武力攻撃事態におけるもの
に限る）

防御施設構築の措置
自衛隊法

第77条の2

事態が緊迫し防衛出動命令（武
力攻撃事態におけるものに限
る）が発せられることが予測
される場合において、出動を
命ぜられた自衛隊の部隊を展
開させることが見込まれ、か
つ、防備をあらかじめ強化し
ておく必要があると認められ
る地域（展開予定地域）があ
るとき

① 　命令権者：防衛大臣
② 　国会の承認：必要（対処

基本方針の閣議決定後）
③ 　閣議決定：必要（内閣総

理大臣の承認）

○ 　展開予定地域内における陣地・その他の防御の
ための施設の構築

【武器の使用】
○ 　防御施設構築の措置の職務に従事する自衛官に

ついて、展開予定地域内において、自己又は自己
と共にその職務に従事する隊員の生命・身体の防
護のためやむを得ない必要があると認める相当の
理由がある場合、その事態に応じ合理的に必要と
判断される限度で武器を使用できる。ただし、正
当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合のほか、
人に危害を与えてはならない。

防衛出動下令前の
行動関連措置

自衛隊法第77条の3
及び米軍等行動関連措置法

事態が緊迫し、防衛出動命令
が発せられることが予測され
る場合

① 　命令権者：（物品提供）防
衛大臣又はその委任を受け
た者、（役務提供）防衛大臣

② 　国会の承認：（物品提供）
不要、（役務提供）必要

（対処基本方針の閣議決定後）
③ 　閣議決定：（物品提供）不

要（役務提供）必要（内閣
総理大臣の承認）

○ 　米軍等行動関連措置法に基づく行動関連措置と
しての米軍への物品の提供

○ 　行動関連措置としての役務の提供

【武器の使用】
○ 　行動関連措置としての役務の提供の実施を命ぜ

られた自衛隊の部隊等の自衛官について、その職
務を行うに際し、自己又は自己と共に当該職務に
従事する自衛隊員若しくはその職務を行うに伴い
自己の管理の下に入った者の生命又は身体の防護
のためやむを得ない必要があると認める相当の理
由がある場合に、その事態に応じ合理的に必要と
判断される限度で武器を使用できる。ただし、正
当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合のほか、
人に危害を与えてはならない。

国民保護等派遣
自衛隊法

第77条の4

国民保護法の規定に基づき都
道府県知事から要請を受けた
場合において事態やむを得な
いと認めるとき、又は事態対
策本部長（又は緊急対処事態
対策本部長）から同法の規定
による求めがあったとき

① 　命令権者：防衛大臣
② 　国会の承認：不要
③ 　閣議決定：必要（内閣総

理大臣の承認）
④ 　その他：都道府県知事の

要請又は事態対策本部長（内
閣総理大臣）の求め

○ 　国民保護法に規定する避難住民の誘導に関する
措置、応急措置、交通の規制等

○ 　警察官職務執行法の一部準用（避難、犯罪の予
防・制止、立入等。警察官がその場にいない場合
に限る。）

○ 　海上保安庁法の一部準用（協力要請等）

【武器の使用】
○ 　国民保護等派遣を命ぜられた部隊等の自衛官の

職務の執行について、警察官又は海上保安官若し
くは海上保安官補がその場にいない場合に限り、
警察官職務執行法第7条を準用する。

命令による治安出動
自衛隊法
第78条

間接侵略その他の緊急事態に
際して、一般の警察力をもっ
ては、治安を維持することが
できないと認められる場合

① 　命令権者：内閣総理大臣
② 　国会の承認：必要（出動

命令から20日以内に付議）
③ 　閣議決定：必要

○ 　警察官職務執行法の準用（質問、避難、犯罪の
予防・制止等）

○ 　海上保安庁法の一部準用（協力要請、立入検査等）
○ 　海上保安庁の統制

【武器の使用】
○ 　治安出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執

行について、警察官職務執行法第7条を準用する。
○ 　治安出動を命ぜられた自衛隊の自衛官について、

準用する警察官職務執行法第7条の規定により武
器を使用する場合のほか、職務上警護する人等が
暴行・侵害を受け又は受けようとする明白な危険
がある場合において、武器を使用するほか、他に
これを排除する適当な手段がない場合等の武器の
使用を規定。
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区　　分 対象となる事態等 行動の要件等 権限に関する主な規定

治安出動下令前に行う
情報収集
自衛隊法

第79条の2

事態が緊迫し治安出動命令が
発せられること及び小銃、機
関銃等の武器を所持した者に
よる不法行為が行われること
が予測される場合において、
情報収集を行うための特別の
必要があると認められる場合

① 　命令権者：防衛大臣
② 　国会の承認：不要
③ 　閣議決定：必要（内閣総

理大臣の承認）
④ 　その他：防衛大臣と国家

公安委員会と協議

【武器の使用】
○ 　治安出動下令前に行う情報収集の職務に従事す

る自衛官について、自己又は自己と共にその職務
に従事する隊員の生命・身体の防護のためやむを
得ない必要があると認める相当の理由がある場合、
その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で
武器を使用できる。ただし、正当防衛又は緊急避
難の要件に該当する場合のほか、人に危害を与え
てはならない。

要請による治安出動
自衛隊法
第81条

都道府県知事が治安維持上重
大な事態につきやむを得ない
必要があると認め、かつ内閣
総理大臣が事態やむを得ない
と認める場合

① 　命令権者：内閣総理大臣
② 　国会の承認：不要
③ 　閣議決定：必要
④ 　その他：都道府県公安委

員会と協議の上、都道府県
知事が内閣総理大臣に要請

○ 　警察官職務執行法の準用（質問、避難、犯罪の
予防・制止等）

○ 　海上保安庁法の一部準用（協力要請、立入検査等）

【武器の使用】
○ 　治安出動を命ぜられた自衛隊の自衛官の職務の執

行について、警察官職務執行法第7条を準用する。
○ 　治安出動を命ぜられた自衛隊の自衛官について、

準用する警察官職務執行法第7条の規定により武
器を使用する場合のほか、職務上警護する人等が
暴行・侵害を受け又は受けようとする明白な危険
がある場合において、武器を使用するほか、他に
これを排除する適当な手段がない場合等の武器の
使用を規定。

自衛隊の施設等の
警護出動
自衛隊法

第81条の2

自衛隊の施設又は在日米軍施
設・区域において、大規模な
テロ攻撃が行われるおそれが
あり、かつ、その被害を防止
するため特別の必要があると
認める場合

① 　命令権者：内閣総理大臣
② 　国会の承認：不要
③ 　閣議決定：必要
④ 　その他：あらかじめ関係

都道府県知事の意見を聴き、
防衛大臣と国家公安委員会
とが協議

○ 　警察官職務執行法の一部準用（質問、避難、立
入（以上は警察官がその場にいない場合のみ）、犯
罪の予防・制止）

【武器の使用】
○ 　警護出動を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の執

行について、警察官職務執行法第7条を準用する。
○ 　警護出動を命ぜられた部隊等の自衛官の職務の

執行について、準用する警察官職務執行法第7条
の規定により武器を使用する場合のほか、職務上
警護する施設が大規模な破壊に至るおそれのある
侵害を受ける明白な危険があり、武器を使用する
ほか、他にこれを排除する適当な手段がないと認
める相当の理由がある場合、その事態に応じ合理
的に必要と判断される限度での武器の使用を規定。

海上における警備行動
自衛隊法
第82条

海上における人命若しくは財
産の保護又は治安の維持のた
め特別の必要がある場合

① 　命令権者：防衛大臣
② 　国会の承認：不要
③ 　閣議決定：必要（内閣総

理大臣の承認）

○ 　海上保安庁法の一部準用（協力要請、立入検査等）

【武器の使用】
○ 　海上における警備行動を命ぜられた自衛隊の自

衛官の職務の執行について、警察官職務執行法第
7条を準用する。

○ 　海上における警備行動を命ぜられた海上自衛隊
の自衛官の職務の執行について、一定の要件を満
たした船舶を停船させるための武器の使用を規定
した海上保安庁法第20条第2項を準用する。

海賊対処行動
自衛隊法第82条の2

及び海賊対処法

海賊行為に対処するため特別
の必要がある場合

① 　命令権者：防衛大臣
② 　国会の承認：不要（海賊

対処行動を総理が承認した
とき及び海賊対処行動が終
了したとき、国会報告）

③ 　閣議決定：必要（内閣総
理大臣の承認）

④ 　その他：防衛大臣が対処
要項を内閣総理大臣に提出

○ 　海上保安庁法の一部準用（協力要請、立入検査等）

【武器の使用】
○ 　海賊対処行動を命ぜられた自衛官の職務の執行

について、警察官職務執行法第7条を準用する。
○ 　現に行われている他の船舶への著しい接近や付

きまとい等の海賊行為の制止にあたり、当該海賊
行為を行っている者が、他の制止の措置に従わず、
なお船舶を航行させて当該海賊行為を継続しよう
とする場合において、当該船舶の進行を停止させ
るために他に手段がないと信ずるに足りる相当な
理由があるときには、その事態に応じ合理的に必
要とされる限度で武器を使用できる。

弾道ミサイル等に
対する破壊措置

自衛隊法
第82条の3

弾道ミサイル等が我が国に飛
来するおそれがあり、その落
下による我が国領域における
人命又は財産に対する被害を
防止するため必要があると認
めるとき

① 　命令権者：防衛大臣
② 　国会の承認：不要（措置

がとられたときの事後報告）
③ 　閣議決定：必要（内閣総

理大臣の承認）
④ 　その他：緊急の場合に備

え、総理の承認を受けた緊
急対処要領に従いあらかじ
め命令できる。

【武器の使用】
○ 　我が国に飛来する弾道ミサイル等の破壊措置を

命ぜられた自衛隊の部隊は、弾道ミサイル等の破
壊のため必要な武器を使用できる。
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区　　分 対象となる事態等 行動の要件等 権限に関する主な規定

災害派遣
自衛隊法
第83条

天災地変その他の災害に際し
て、人命又は財産の保護のた
め必要があると認める場合等

① 　命令権者：防衛大臣又は
その指定する者

② 　国会の承認：不要
③ 　閣議決定：不要
④ 　その他：都道府県知事そ

の他政令で定める者の要請
　（ただし、その事態に照ら
し特に緊急を要し要請を待
ついとまがないと認めると
きを除く。）

○ 　警察官職務執行法の一部準用（避難、立入等。
警察官がその場にいない場合に限る。）

○ 　海上保安庁法の一部準用（協力要請）
○ 　災害対策基本法に規定する権限（警戒区域の設

定、緊急通行車両の通行確保等。市町村長、警察
官等がその場にいない場合に限る。）

領空侵犯に対する措置
自衛隊法
第84条

外国の航空機が国際法規又は
航空法その他の法令の規定に
違反して我が国の領域の上空
に侵入したとき

① 　命令権者：防衛大臣
② 　国会の承認：不要
③ 　閣議決定：不要

○ 　領空侵犯機を着陸させ又は我が国の領域の上空
から退去させるため必要な措置（警告、誘導、武
器使用等）

機雷等の除去
自衛隊法

第84条の2
―

① 　命令権者：防衛大臣
② 　国会の承認：不要
③ 　閣議決定：不要

○ 　海上における機雷その他の爆発性の危険物の除
去及びこれらの処理

在外邦人等の保護措置
自衛隊法

第84条の3

外国における緊急事態 ① 　命令権者：防衛大臣
② 　国会の承認：不要
③ 　閣議決定：必要（内閣総

理大臣の承認）
④ 　その他：外務大臣から生

命又は身体に危害が加えら
れるおそれがある邦人の保
護措置の依頼があった場合、
当該外国の権限ある当局が
現に公共の安全と秩序の維
持に当たっており、かつ戦
闘行為が行われることがな
いと認められること、保護
措置を行うことについて当
該外国の同意があること等

【武器の使用】
○ 　在外邦人等の保護措置の職務に従事する自衛官

について、その職務を行うに際し、①自己若しく
は当該保護措置の対象である邦人若しくはその他
の保護対象者の生命・身体の防護又はその職務を
妨害する行為の排除のためやむを得ない必要があ
ると認める相当の理由がある場合、②自己若しく
は自己と共に当該職務に従事する隊員又はその職
務を行うに伴い自己の管理の下に入った者の生
命・身体の防護のためやむを得ない必要があると
認める相当の理由がある場合、その事態に応じ合
理的に必要と判断される限度で武器を使用できる。
ただし、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する
場合のほか、人に危害を与えてはならない。

在外邦人等の輸送
自衛隊法

第84条の4

外国における災害、騒乱その
他の緊急事態

① 　命令権者：防衛大臣
② 　国会の承認：不要
③ 　閣議決定：不要
④ 　その他：外務大臣から生

命又は身体の保護を要する
邦人の輸送の依頼があった
場合

【武器の使用】
○ 　在外邦人等の輸送に従事する自衛官について、

その職務を行うに際し、自己若しくは自己と共に
その輸送の職務に従事する隊員又は輸送対象者そ
の他職務を行うに伴い自己の管理の下に入った者
の生命・身体の防護のためやむを得ない必要があ
ると認める相当の理由がある場合、その事態に応
じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用で
きる。ただし、正当防衛又は緊急避難の要件に該
当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

後方支援活動等
自衛隊法第84条の5

重要影響事態安全確保法 
及び船舶検査活動法

我が国の平和及び安全に重要
な影響を与える事態

① 　命令権者：（物品提供）防
衛大臣又はその委任を受け
た者、（役務提供、捜索救助
活動、船舶検査活動）防衛
大臣

② 　国会の承認：必要（原則
として措置の実施前）

③ 　閣議決定：必要（対応措
置を実施すること及び基本
計画の案並びに基本計画に
従い定められた実施要項に
つき内閣総理大臣の承認）

【武器の使用】
○ 　後方支援活動としての役務の提供又は捜索救助

活動の実施を命ぜられた自衛官について、①自己
又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若し
くはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入っ
た者の生命・身体の防護のためやむを得ない必要
があると認める相当の理由がある場合、②外国の
領域に設けられた当該部隊等の宿営する宿営地で
あって米軍等の要員が共に宿営するものに対する
攻撃があった場合において、当該宿営地以外にそ
の近傍に自衛隊の部隊等の安全を確保することが
できる場所がないときは、当該要員と共同して、
自己又は自己と共に当該宿営地に所在する者の生
命・身体の防護のためやむを得ない必要があると
認める相当の理由がある場合には、その事態に応
じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用で
きる。ただし、正当防衛又は緊急避難の要件に該
当する場合のほか、人に危害を与えてはならない。

○ 　船舶検査活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊
等の自衛官について、自己又は自己と共に現場に
所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに
伴い自己の管理の下に入った者の生命・身体の防
護のためやむを得ない必要があると認める相当の
理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必
要と判断される限度で武器を使用できる。ただし、
正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合のほ
か、人に危害を与えてはならない。
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区　　分 対象となる事態等 行動の要件等 権限に関する主な規定

協力支援活動等
自衛隊法第84条の5

国際平和支援法
及び船舶検査活動法

国際社会の平和及び安全を脅
かす事態であって、その脅威
を除去するために国際社会が
国際連合憲章の目的に従い共
同して対処する活動を行い、
かつ、我が国が国際社会の一
員としてこれに主体的かつ積
極的に寄与する必要があるも
のに関し、国際連合の総会又
は安全保障理事会の決議が存
在する場合

① 　命令権者：（物品提供）防
衛大臣又はその委任を受け
た者、（役務提供、捜索救助
活動、船舶検査活動）防衛
大臣

② 　国会の承認：必要（例外
なき事前承認）

③ 　閣議決定：必要（対応措
置を実施すること及び基本
計画の案並びに基本計画に
従い定められた実施要項に
つき内閣総理大臣の承認）

【武器の使用】
○ 　協力支援活動としての役務の提供又は捜索救助

活動の実施を命ぜられた自衛官について、①自己
又は自己と共に現場に所在する他の自衛隊員若し
くはその職務を行うに伴い自己の管理の下に入っ
た者の生命・身体の防護のためやむを得ない必要
があると認める相当の理由がある場合、②外国の
領域に設けられた当該部隊等の宿営する宿営地で
あって諸外国の軍隊等の要員が共に宿営するもの
に対する攻撃があった場合において、当該宿営地
以外にその近傍に自衛隊の部隊等の安全を確保す
ることができる場所がないときは、当該要員と共
同して、自己又は自己と共に当該宿営地に所在す
る者の生命・身体の防護のためやむを得ない必要
があると認める相当の理由がある場合には、その
事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器
を使用できる。ただし、正当防衛又は緊急避難の
要件に該当する場合のほか、人に危害を与えては
ならない。

○ 　船舶検査活動の実施を命ぜられた自衛隊の部隊
等の自衛官について、自己又は自己と共に現場に
所在する他の自衛隊員若しくはその職務を行うに
伴い自己の管理の下に入った者の生命・身体の防
護のためやむを得ない必要があると認める相当の
理由がある場合には、その事態に応じ合理的に必
要と判断される限度で武器を使用できる。ただし、
正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場合のほ
か、人に危害を与えてはならない。

国際緊急援助活動
自衛隊法第84条の5

及び国際緊急援助隊法

海外の地域、特に開発途上に
ある海外の地域において大規
模な災害が発生し、又は正に
発生しようとしている場合

① 　命令権者：防衛大臣
② 　国会の承認：不要
③ 　閣議決定：不要
④ 　その他：被災国政府等よ

り国際緊急援助隊派遣の要
請及び外務大臣との協議

―

国際平和協力活動
自衛隊法第84条の5
及び国際平和協力法

国際連合平和維持活動、国際
連携平和安全活動、人道的な
国際救援活動

① 　命令権者：国際平和協力
本部長（内閣総理大臣）（個
人派遣される自衛官）

防衛大臣（部隊派遣される自
衛官）
② 　国会の承認：（自衛隊の部

隊等がいわゆる本体業務及
び安全確保業務を行う場合）
必要（原則事前承認）、（い
わゆる本体業務及び安全確
保業務以外）不要

③ 　閣議決定：必要（国際平
和協力業務を実施すること
及び実施計画の案）

④ 　その他：国際平和協力本
部長（内閣総理大臣）の要
請

【武器の使用】
○ 　国際平和協力業務について、①自己又は自己と

共に現場に所在する他の自衛隊員、国際平和協力
隊員若しくはその職務を行うに伴い自己の管理の
下に入った者の生命・身体の防護のためやむを得
ない必要があると認める相当の理由がある場合、
②宿営する宿営地であって国際平和協力業務に従
事する外国の軍隊の部隊の要員が共に宿営するも
のに対する攻撃があったときは、当該要員と共同
して、自己又は自己と共に当該宿営地に所在する
者の生命・身体の防護のためやむを得ない必要が
あると認める相当の理由がある場合、③いわゆる

「安全確保業務」に従事する自衛官については、①
及び②のほかに、自己又は他人の生命・身体・財
産を防護し、又はその業務を妨害する行為の排除
のためやむを得ない必要があると認める相当の理
由がある場合、④いわゆる「駆け付け警護」に従
事する自衛官については、①及び②のほかに、自
己又はその保護しようとする活動関係者の生命・
身体の防護のためやむを得ない必要があると認め
る相当の理由がある場合、その事態に応じ合理的
に必要と判断される限度で武器を使用できる。た
だし、正当防衛又は緊急避難の要件に該当する場
合のほか、人に危害を与えてはならない。
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	資料16	 中東地域における日本関係船舶の安全確保に関
する政府の取組について

令和元年12月27日　国家安全保障会議決定
閣 議 決 定

令和2年12月11日
一 部 変 更

令和3年12月24日
一 部 変 更

令和4年11月1日
一 部 変 更

中東地域の平和と安定は、我が国を含む国際社会の平和
と繁栄にとって極めて重要である。また、世界における主
要なエネルギーの供給源である中東地域において、日本関
係船舶（日本籍船及び日本人が乗船する外国籍船のほか、
我が国の船舶運航事業者が運航する外国籍船又は我が国の
積荷を輸送している外国籍船であって我が国国民の安定的
な経済活動にとって重要な船舶をいう。以下同じ。）の航
行の安全を確保することは非常に重要である。

中東地域において高い緊張状態が継続する中、船舶を対
象とした攻撃事案が生起し、令和元年6月には日本関係船
舶の被害も発生している。このような状況に鑑み、各国
は、同地域において艦船、航空機などを活用した航行の安
全確保に取り組んでいる。米国は、海洋安全保障イニシア
ティブの下、英国等と共に、艦船等による活動を行ってお
り、フランスも、欧州諸国のイニシアティブに取り組んで
おり、アラブ首長国連邦に司令部を設置した。このほか、
インドや韓国も艦船による活動を独自に行っている。この
ように、国際社会において、多様な手段で船舶の航行の安
全のための情報を収集し、あるいは安全確保に万全を期す
という取組が行われている状況にある。

以上の点に鑑み、中東地域における平和と安定及び日本
関係船舶の安全の確保のため、我が国独自の取組として、
中東の緊張緩和と情勢の安定化に向けた更なる外交努力、
関係業界との綿密な情報共有をはじめとする航行安全対策
の徹底並びに情報収集態勢強化のための自衛隊の艦艇及び
航空機の活用について、政府一体となった総合的な施策を
関係省庁が連携して実施することとし、その重要性に鑑
み、閣議決定を行い、下記により対応する。

記
1．更なる外交努力

我が国は、米国と同盟関係にあり、同時にイランと長
年良好な関係を維持するなど、中東の安定に関係する各
国と良好な関係を築いている。これを活かし、中東の緊
張緩和と情勢の安定化に向け、関係国に対する様々なレ
ベルでの働きかけを含む更なる外交努力を行う。また、
船舶の安全な航行に大きな役割を有する沿岸諸国に対
し、航行安全確保のための働きかけを引き続き実施す
る。中東地域における自衛隊の活動については、これま
でも地域の関係国の理解を得るよう努めてきているが、
下記3．における自衛隊の情報収集活動について、地域

の関係国の理解を得られるよう努力を継続する。
2．航行安全対策の徹底

関係業界との綿密な情報共有をはじめとする航行安全
対策を徹底する。具体的には、下記3．の自衛隊による
情報収集活動で得られた情報及び関係省庁が得た情報の
共有を含めた政府内及び政府と関係業界との間の連携体
制を構築する。また、船舶の航行安全に影響を及ぼし得
る情報に基づき、関係業界に対する迅速な情報提供及び
適時の警戒要請を行うとともに、関係業界による航行上
の措置の実施などの自主的な安全対策の徹底を促す。
3．自衛隊による情報収集活動

中東地域においては、日本関係船舶の防護の実施を直
ちに要する状況にはないものの、中東地域で高い緊張状
態が継続している状況を踏まえると、日本関係船舶の安
全確保に必要な情報収集態勢を強化することが必要であ
る。そのため、我が国から中東地域までの距離、この地
域における活動実績及び情報収集に際して行う各国部
隊・機関との連携の重要性を勘案し、自衛隊による情報
収集活動を行うこととする。

この自衛隊による情報収集活動は、政府の航行安全対
策の一環として日本関係船舶の安全確保に必要な情報を
収集するものであり、これは、不測の事態の発生など状
況が変化する場合への対応として以下（4）に定める自
衛隊法（昭和29 年法律第165 号）第82 条に規定する海
上における警備行動（以下「海上警備行動」という。）
に関し、その要否に係る判断や発令時の円滑な実施に必
要であることから、防衛省設置法（昭和29 年法律第
164 号）第4条第1項第18 号の規定に基づき実施する。

基本的な実施方針は以下のとおりであり、その詳細
は、防衛大臣の命令に定めることとする。

（1）収集する情報
下記（3）に示す海域において、船舶の航行の安全

に直接影響を及ぼす情報その他の航行の安全確保に必
要な情報の収集を行う。

（2）装備
海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律

（平成21年法律第55号。以下「海賊対処法」という。）
第7条第1項の規定による海賊対処行動に現に従事す
る自衛隊の部隊の護衛艦及び固定翼哨戒機P－3Cを
活用する。

（3）活動の地理的範囲
（2）の護衛艦及び固定翼哨戒機による情報収集活

動の地理的範囲は、オマーン湾、アラビア海北部及び
バブ・エル・マンデブ海峡東側のアデン湾の三海域の
公海（沿岸国の排他的経済水域を含む。）とする。護
衛艦が補給等を行う場合には、当該三海域に面する港
に寄港するものとする。

（4）不測の事態の発生など状況が変化する場合への対応
不測の事態が発生するなど状況が変化する場合に

は、関係省庁は連携して状況の把握に努め、相互に緊
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密かつ迅速に情報共有するとともに、政府全体として
の対応を強化する。その上で、当該状況への対応とし
て、自衛隊による更なる措置が必要と認められる場合
には、自衛隊法第82 条の規定に基づき、海上警備行
動を発令して対応する。当該発令に際しては、迅速な
意思決定に努めることとする。

海上警備行動に際してとり得る措置は、旗国主義の
原則をはじめとする国際法を踏まえ、保護対象船舶が
日本籍船か外国籍船かの別、侵害の態様といった個別
具体的な状況に応じて対応することとなる。

（5）自衛隊の部隊の安全確保
情報収集活動の実施に当たっては、活動海域の情勢

に係る十分な情報収集、安全確保に必要な機材の搭
載、事前の適切な教育訓練等を通じ、自衛隊の部隊の
安全の確保に万全を期す。

（6）関係省庁間の協力
情報収集活動及び不測の事態の発生など状況が変化

する場合への対応の実効性確保のため、関係省庁は連
携を密にし、当該対応についての認識を共有するとと
もに、訓練等を通じて対処能力向上等を図り、状況に
迅速に対応することができる態勢を整備する。

（7）諸外国等との連携

我が国は中東地域の航行の安全に係る特定の枠組み
には参加せず、自衛隊の情報収集活動は我が国独自の
取組として行うものであるが、諸外国等と必要な意思
疎通や連携を行う。

（8）自衛隊の活動期間
本閣議決定に基づく自衛隊による活動を行うべき期

間（訓練等の準備期間を含む。）は、令和元年12 月
27 日から令和5年11月19日までとする。なお、本閣
議決定に基づく自衛隊による活動を延長する必要があ
ると認められる場合には、再度閣議決定を行う。右期
間の満了前に、本項に記す必要性に照らし、自衛隊に
よる活動が必要と認められなくなった場合には、その
時点において当該活動を終了するほか、情勢に顕著な
変化があった場合は、国家安全保障会議において対応
を検討する。

4．国会報告
海賊対処法に基づく自衛隊の行動に係る事項について

は、海賊対処法第7条第3項の規定により国会に報告さ
れていることにも鑑み、本閣議決定（これを変更する場
合を含む。）及び当該活動が終了したときはその結果を
国会に報告する。

以上

	資料17	 中国海警局に所属する船舶などの尖閣諸島周辺の領海への侵入日数・のべ隻数

西暦（暦年） 期 侵入日数 侵入隻数
2018年 1～4月 8 27
2018年 5～8月 8 31
2018年 9～12月 3 12
2019年 1～4月 12 48
2019年 5～8月 12 46
2019年 9～12月 8 32
2020年 1～4月 7 28
2020年 5～8月 13 38
2020年 9～12月 9 22
2021年 1～4月 15 36
2021年 5～8月 19 52
2021年 9～12月 6 22
2022年 1～4月 5 18
2022年 5～8月 20 50
2022年 9～12月 12 35
2023年 1～3月 9 32
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	資料18	 わが国のBMD整備への取組の変遷

1993年 5月29日：北朝鮮が1発の弾道ミサイルを発射、日本海上に落下
1995年 「我が国の防空システムの在り方に関する総合的調査研究」及び「日米弾道ミサイル防衛共同研究」開始

1998年
8月31日：北朝鮮が日本上空を越える1発の弾道ミサイルを発射
海上配備型上層システムの一部を対象とした「弾道ミサイル防衛（BMD）に係わる日米共同技術研究」について安保会議
了承

1999年 能力向上型迎撃ミサイルを対象とした共同研究開始
2002年 米国がBMDの初期配備を決定
2003年 「弾道ミサイル防衛システムの整備等について」を安保会議及び閣議で決定し、わが国BMDの整備を開始

2005年 自衛隊法改正（弾道ミサイル等に対する破壊措置）
「弾道ミサイル防衛用能力向上型迎撃ミサイルに関する日米共同開発」に関して安保会議及び閣議で決定

2006年 7月5日：北朝鮮が7発の弾道ミサイルを発射、6発は日本海上に落下、1発は発射直後に爆発

2007年 ペトリオットPAC-3の部隊配備開始
イージス艦によるSM-3発射試験開始

2009年
3月27日：初めて弾道ミサイル等に対する破壊措置命令を発令
4月5日：北朝鮮が「人工衛星」と称する1発の弾道ミサイルを発射、東北地方上空から太平洋に通過
7月4日：北朝鮮が7発の弾道ミサイルを発射、日本海上に落下

2012年
3月30日：弾道ミサイル等に対する破壊措置命令を発令
4月13日：北朝鮮が「人工衛星」と称する1発の弾道ミサイルを発射、1分以上飛翔し、数個に分かれて黄海上に落下
12月7日：弾道ミサイル等に対する破壊措置命令を発令
12月12日：北朝鮮が「人工衛星」と称する1発の弾道ミサイルを発射、沖縄県上空から太平洋に通過

2014年 北朝鮮が3月、6月及び7月に弾道ミサイル計11発を発射
2015年 3月2日：北朝鮮が2発の弾道ミサイルを発射、いずれも約500km飛翔し、日本海上に落下

2016年
北朝鮮が「人工衛星」と称するものを含め、1年間に23発の弾道ミサイルを発射
2月3日：弾道ミサイル等に対する破壊措置命令を発令
12月22日： 国家安全保障会議（NSC）9大臣会合において、弾道ミサイル防衛用能力向上型迎撃ミサイル（SM-3ブロッ

クIIA）の共同生産・配備段階への移行について決定

2017年
北朝鮮が2月以降、17発の弾道ミサイルを発射
6月22日：SM-3 ブロック IIA海上発射試験実施
12月19日： 陸上配備型イージス・システム（イージス・アショア）2基の導入について国家安全保障会議決定及び閣議決

定

2018年

1月31日：米国がSM-3 ブロック IIA発射試験実施
6月1日：イージス・アショア2基の配備候補地（秋田県陸上自衛隊新屋演習場、山口県陸上自衛隊むつみ演習場）を公表
7月30日：イージス・アショアの構成品（LMSSR）を選定
10月26日：米国がSM-3 ブロック IIA海上発射試験実施
10月29日：イージス・アショア配備に係る各種調査を開始
12月11日：米国がSM-3 ブロック IIA発射試験実施

2019年
北朝鮮が5月以降、25発の弾道ミサイル等を発射
5月27日・28日：イージス・アショア配備に係る各種調査の結果及び防衛省の検討結果を秋田県・山口県の首長等に説明
12月17日：イージス・アショア配備に係る再調査の結果を踏まえた再説明を山口県の首長等に実施

2020年
北朝鮮が3月に8発の弾道ミサイルを発射
6月15日：イージス・アショアの配備に関するプロセスの停止を発表
12月18日： イージス・アショアに替えて、イージス・システム搭載艦2隻を整備することを国家安全保障会議決定及び閣

議決定
2021年 北朝鮮が3月以降、6発の弾道ミサイル等を発射

2022年 北朝鮮が1月以降、59発の弾道ミサイル等を発射
11月16日：イージス艦によるSM-3 ブロック IIA海上発射試験実施

2023年 北朝鮮が1月以降、10発の弾道ミサイル等を発射（2023年5月31日時点）
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	資料19	 防衛省のサイバーセキュリティに関する近年の取組

2012年

4月： 日米首脳会談において、サイバー問題についての政府一体となった関与を強化するべく包括的対話を立ち上げること
で一致

6月： 「内閣官房情報セキュリティセンター（NISC：National Information Security Center）」に「情報セキュリティ緊急支
援チーム（CYMAT：CYber incident Mobile Assistance Team）」設置

9月：「防衛省・自衛隊によるサイバー空間の安定的・効果的な利用に向けて」策定

2013年

5月：日米首脳会談を踏まえ、「第1回日米サイバー対話」開催
7月： 防衛省及びサイバーセキュリティに関心の深い防衛産業にて「サイバーディフェンス連携協議会（CDC：Cyber 

Defense Council）」を設置
8月： 日米防衛相会談において、サイバーセキュリティ分野における日米防衛協力を一層促進する観点から、防衛当局間の

協力の新たな枠組みを検討することで一致
10月： 日米防衛当局間で「日米サイバー防衛政策ワーキンググループ（CDPWG：Cyber Defense Policy Working 

Group）」を設置

2014年 3月：「自衛隊指揮通信システム隊」のもとに「サイバー防衛隊」新編
11月：「サイバーセキュリティ基本法」成立

2015年

1月：内閣に「サイバーセキュリティ戦略本部」設置
1月： 内閣官房に「内閣サイバーセキュリティセンター（NISC：National center of Incident readiness and Strategy for 

Cybersecurity）」設置
5月：CDPWG共同声明発表
9月：「サイバーセキュリティ戦略」閣議決定

2016年 4月：防衛省に「サイバーセキュリティ・情報化審議官」を設置

2018年
1月：エストニアに所在するNATOサイバー防衛協力センター（CCDCOE）への日本の参加が承認される
7月：「サイバーセキュリティ戦略」閣議決定
12月：「サイバーセキュリティ基本法」改正

2019年

3月： エストニアに所在するNATOサイバー防衛協力センター（CCDCOE）に防衛省職員を派遣
4月： NISCを中心とした官民の枠組み「サイバーセキュリティ協議会」設置
4月： 日米安全保障協議委員会（日米2＋2）において、サイバー分野における協力を一層強化していくことで一致すると

ともに、一定の場合には、サイバー攻撃が日米安保条約第5条にいう武力攻撃に当たり得ることを確認
12月：NATO主催のサイバー防衛演習「サイバー・コアリション2019」に初めて正式に参加

2021年
3月：防衛省サイバーコンテストを開催
4月： NATOサイバー防衛協力センター（CCDCOE）主催のサイバー防衛演習「ロックド・シールズ2021」に初めて正式

に参加
9月：「サイバーセキュリティ戦略」閣議決定

2022年

3月：陸海空自衛隊の共同の部隊として、「自衛隊サイバー防衛隊」を新編
4月： NATOサイバー防衛協力センター（CCDCOE）主催のサイバー防衛演習「ロックド・シールズ2022」に2回目の正

式参加
8月：防衛省サイバーコンテストを開催
9月： 日米防衛相会談において、情報保全・サイバーセキュリティが日米防衛協力の深化のために死活的に重要であること

で一致
10月： エストニアに所在するNATOサイバー防衛協力センター（CCDCOE）の活動に防衛省が正式に参加することとなっ

た

2023年 1月： 日米安全保障協議委員会（2＋2）において、日米協力の下での反撃能力の効果的な運用、宇宙・サイバー分野での
連携の強化、装備・技術協力の深化といった、幅広い分野における取組を進めていくことに合意した
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	資料20	 国民保護にかかる国と地方公共団体との共同訓練への防衛省・自衛隊の参加状況（令和4（2022）年度）

形　態 訓練内容（想定） 日　付 場　所（累積回数）

図上・実動訓練

爆発物を用いたテロ 4.11.6 長崎県（6回）
緊急対処事態想定訓練 4.11.17 秋田県（5回）
化学剤・爆発物を用いたテロ 5.1.31 三重県（8回）

武力攻撃予測事態想定訓練
5.2.10 大阪府（6回）
5.2.10 京都府（5回）
5.2.10 兵庫県（5回）

実動訓練 化学剤を用いたテロ 4.12.20 徳島県（14回）
初動対処訓練、現地調整所運営訓練 5.2.2 大分県（9回）

図上訓練

地域ブロック検討会 4.5.12 佐賀県（5回）
4.7.14 愛媛県（11回）

爆発物を用いたテロ 4.11.8 富山県（14回）
4.11.8 長野県（4回）

地域ブロック検討会 4.11.9 岐阜県（5回）
爆発物を用いたテロ 4.11.15 新潟県（5回）
地域ブロック検討会 4.11.16 秋田県（6回）
緊急対処事態想定訓練 4.11.25 神奈川県（8回）
避難実施要領作成の検討会 4.12.15～16 島根県（6回）
爆発物を用いたテロ 5.1.17 宮城県（6回）
離島避難を想定した訓練 5.1.18 鹿児島県（6回）
地域ブロック検討会 5.1.19 群馬県（5回）

初動対処訓練、緊急対処事態対策本部の設置運営訓練 5.1.20 福井県（15回）
5.1.23 徳島県（15回）

ミサイル事案対処の検討会 5.1.24 山梨県（5回）

初動対処訓練、緊急対処事態対策本部の設置運営訓練
5.1.26 福岡県（8回）
5.1.26 福島県（5回）
5.1.27 奈良県（6回）

緊急対処事態想定訓練 5.2.3 愛知県（8回）
避難実施要領作成の検討会 5.2.7 広島県（3回）
初動対処訓練、緊急対処事態対策本部の設置運営訓練 5.2.8 岡山県（5回）
地域ブロック検討会 5.2.9 大阪府（7回）
武力攻撃事態想定訓練 5.2.13 岐阜県（6回）
初動対処訓練、緊急対処事態対策本部の設置運営訓練 5.2.14 石川県（4回）

ミサイル事案対処の検討会 5.2.15 鳥取県（6回）
5.2.16 長崎県（7回）
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	資料22	 在外邦人等の輸送実績・自衛隊による在外邦人等の輸送の実施について（令和4年4月22日閣議決定）

実施時期 概　要 細　部

2004年4月 在イラク邦人等の輸送
（背景）日本人を含む外国人の拘束事件が多発。報道各社からサマーワからの速やかな退避の
希望が表明され、特に必要が高いと判断

（活動）イラク（タリル飛行場）からクウェート（ムバラク飛行場）までのC－130による邦
人（報道関係者）10名の輸送

2013年1月 在アルジェリア邦人等の輸送
（背景）アルジェリア民主人民共和国において邦人拘束事件が発生し、同邦人を可及的速やか
に本邦に輸送する必要が生起

（活動）アルジェリア（ウアリ・ブーメディアン空港）から本邦（羽田空港）までのB－747
政府専用機による邦人7名及び邦人9名の遺体を輸送

2016年7月 在バングラデシュ邦人等の輸送
（背景）バングラデシュ人民共和国において邦人襲撃事案が発生し、同邦人を可及的速やかに
本邦に輸送する必要が生起

（活動）バングラデシュ（ハズラト・シャージャラル空港）から本邦（羽田空港）までのB
－747政府専用機による邦人7名の遺体及び17名の家族の輸送

2016年7月 在南スーダン邦人等の輸送
（背景）南スーダン共和国において発砲事案が発生し、同国の邦人を可及的速やかに南スーダ
ン国外に輸送する必要が生起

（活動）C－130により、南スーダン（ジュバ空港）からジブチ共和国（ジブチ空港）まで邦
人（大使館員）4名を輸送

2021年8月 在アフガニスタン邦人等の輸送

（背景）アフガニスタン・イスラム共和国においてタリバンが首都カブールを制圧し、同国の
邦人等を可及的速やかにアフガニスタン国外に輸送する必要が生起

（活動）統合任務部隊を編成し、C－130により、アフガニスタン（カブール空港）から周辺
国内拠点まで邦人1名及び米国から依頼を受けたアフガニスタン人14名を輸送。
この際、初めてとなる誘導輸送隊（陸自部隊）を派遣

2023年4月 在スーダン邦人等の輸送
（背景）スーダン共和国において首都ハルツームを中心にスーダン国軍と即応支援部隊の武力
衝突が発生し、同国の邦人等を可及的速やかにスーダン国外に輸送する必要が生起

（活動）統合任務部隊を編成し、C－2により、スーダン（ポートスーダン空港）からジブチ
共和国まで邦人及びその家族計45名を輸送。

	資料21	 災害派遣の実績（過去5年間）

年度 平成30
（2018）

平成30年 
7月豪雨

平成30年北
海道胆振東

部地震
令和元

（2019）
令和元年 

房総半島台風 
（台風第15号）

令和元年 
東日本台風 

（台風第19号）
令和2

（2020）
令和2年 
7月豪雨

令和3
（2021）

令和3年 
7月1日 

からの大雨
令和4

（2022）

件　数 430 12 1 447 1 1 530 1 382 1 381

人　員（人） 2万2,665 約95万7,000 約21万1,000 4万3,285
現地活動人員
約5万4,000

活動人員
約9万6,000

現地活動人員
約8万4,000

活動人員
約88万0,000

5万8,828
現地活動人員  
約6万1,000

活動人員  
約35万0,000

約18,000
現地活動人員

約11,000
活動人員

約27,000
約50,000

車　両（両） 3,090 約4万9,500 約1万7,800 7,597 約1万9,000 約4万
9,400 8,132 約1万 

3,000 約3,200 約3,500 約5,600

航空機（機） 644 340 230 707 約20 約1,610 567 約270 約450 約30 約660
艦　艇（隻） 11 150 20 9 約20 約100 4 4 0 0 約20

※　平成30年7月豪雨、平成30年北海道胆振東部地震、令和元年房総半島台風（台風第15号）、令和元年東日本台風（台風第19号）、令和2
年7月豪雨及び令和3年7月1日からの大雨については、それぞれの年度の派遣実績から除く。

※　活動人員とは、現地活動人員に加えて整備・通信要員、司令部要員、待機・交代要員等の後方活動人員を含めた人員数
※　令和2年度に含まれている新型コロナウイルスに係る教育支援は人員のみ計上

自衛隊による在外邦人等の輸送の実施について
令和4年4月22日

閣議決定
防衛省設置法等の一部を改正する法律（令和4年法律第
26号）の施行に伴い、自衛隊法（昭和29年法律第165号）
第84条の4に基づく、在外邦人等の輸送については、下記
の方針に従って実施されるものとし、「自衛隊による在外
邦人等の輸送の実施について」（平成25年11月29日閣議決
定）は、廃止する。

記
1　政府としては、緊急時における在外邦人等の保護につ
いて、令和3年8月に実施した在アフガニスタン邦人等
輸送の経験等を踏まえ、急速な情勢変化に備えた政府部

内の連携の強化、我が国と同様の輸送を行っている各国
との連携の強化、自衛隊法第84条の4第1項に規定する
邦人及び同項に規定する外国人についての在外公館によ
る平素からの把握、自衛隊による態勢の強化等、在外邦
人等の輸送に係る総合的な措置の一層の充実を図るもの
とする。
2　今後の在外邦人等の輸送の実施に備え、平素から、輸
送拠点や輸送経路の使用可能性等について、情報収集に
努めるものとする。
3　緊急事態における輸送機の有用性を勘案し、在外邦人
等の輸送において政府専用機の使用を原則とする規定が
廃止されたことを踏まえ、輸送のために使用することが
想定される航空機、船舶又は車両（以下「使用航空機
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	資料23	 米軍等の部隊の武器等防護の警護実績（自衛隊法第95条の2関係）

時　期 国名 対　象
（自衛隊の主体）

合衆国軍隊等の「我が国の防衛に資する活動」別件数

合計弾道ミサイルの警戒を含む情
報収集・警戒監視活動

重要影響事態に際して行われ
る輸送、補給等の活動

我が国を防衛するために必要
な能力を向上させるための共
同訓練

その他

2017年 米国
艦　艇（艦　艇） 0 0 1 0

2
航空機（航空機） 0 0 1 0

2018年 米国
艦　艇（艦　艇） 3 0 3 0

16
航空機（航空機） 0 0 10 0

2019年 米国
艦　艇（艦　艇） 4 0 1 0

14
航空機（航空機） 0 0 9 0

2020年 米国
艦　艇（艦　艇） 4 0 0 0

25
航空機（航空機） 0 0 21 0

2021年
米国

艦　艇（艦　艇） 4 0 10 0

22
航空機（航空機） 0 0 7 0

豪州
艦　艇（艦　艇） 0 0 1 0
航空機（航空機） 0 0 0 0

2022年
米国

艦　艇（艦　艇） 4 0 18（注） 0

31
航空機（航空機） 0 0 5 0

豪州
艦　艇（艦　艇） 0 0 4（注） 0
航空機（航空機） 0 0 0 0

（注）2022年11月に公表した日米豪3か国で連携した初めての警護については、米国及び豪州にそれぞれ1件として計上。

等」という。）の特性を踏まえた効果的な輸送要領につ
き、平素から検討するとともに、緊急事態に際しては、
最適な輸送手段を一層柔軟に選択し、迅速な派遣に努め
るものとする。
4　従来、在外邦人等の輸送は、防衛大臣が当該輸送を安
全に実施することができると認めるときに実施してきて
おり、具体的には、輸送において予想される危険に応
じ、例えば、当事国又は第三国の管制・保安による飛行
場の機能の維持、当事国又は第三国の警備による飛行場
内外における群衆の統制、我が国の情報収集や関係国と
の調整を踏まえた輸送方法の選択（チャフ、フレア、防
弾板等の自己防護装置の使用を含む。）等の方策を講じ
た上で輸送を実施してきた。
自衛隊法第84条の4第1項において、在外邦人等の輸
送の実施に当たり、輸送において予想される危険を避け
るための方策を講ずることが規定されていることを踏ま
え、今後も、在外邦人等の輸送の実施に当たって、その
安全はこれまでどおり確保するものとする。
5　在外邦人等の輸送を実施する可能性があり、当該在外
邦人等の輸送を実施することとした後に本邦から出発し

たのでは在外邦人等の輸送の任務を適時に実施し得ない
可能性があると認められる場合には、防衛大臣は、外務
大臣からの依頼に基づき、当該在外邦人等の輸送の準備
行為として、使用航空機等を国外に移動させ、在外邦人
等の輸送のための待機を行わせるものとし、当該移動・
待機について一層迅速な意思決定に努めるものとする。
6　在外邦人等の輸送を実施する自衛官が携行する武器
は、現地の輸送拠点、輸送経路、輸送の実施に必要な業
務の内容その他の諸条件に照らし、及び自衛隊法の関連
規定の範囲内で、必要かつ適切なものとする。
7　自衛隊法第84条の4第1項に規定する邦人及び同項に
規定する外国人については、在外公館において平素から
の把握に努めるとともに、輸送の実施に当たっては、関
係省庁が連携して現地における人定、出入国手続、我が
国への入国後の処遇の検討等を行うものとする。なお、
同項に規定する外国人の同乗については、人道的見地か
ら邦人と同じような状況の下で退避が必要とされ、当該
外国人の属する国の政府から我が国に対して、当該外国
人の輸送につき要請があることを原則とする。
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	資料24	 日米防衛協力のための指針（平成27年4月27日）
（仮訳）

Ⅰ．防衛協力と指針の目的
平時から緊急事態までのいかなる状況においても日本
の平和及び安全を確保するため、また、アジア太平洋地
域及びこれを越えた地域が安定し、平和で繁栄したもの
となるよう、日米両国間の安全保障及び防衛協力は、次
の事項を強調する。
・切れ目のない、力強い、柔軟かつ実効的な日米共同の
対応
・日米両政府の国家安全保障政策間の相乗効果
・政府一体となっての同盟としての取組
・地域の及び他のパートナー並びに国際機関との協力
・日米同盟のグローバルな性質
日米両政府は、日米同盟を継続的に強化する。各政府
は、その国家安全保障政策に基づき、各自の防衛態勢を
維持する。日本は、「国家安全保障戦略」及び「防衛計
画の大綱」に基づき防衛力を保持する。米国は、引き続
き、その核戦力を含むあらゆる種類の能力を通じ、日本
に対して拡大抑止を提供する。米国はまた、引き続き、
アジア太平洋地域において即応態勢にある戦力を前方展
開するとともに、それらの戦力を迅速に増強する能力を
維持する。
日米防衛協力のための指針（以下「指針」という。）
は、二国間の安全保障及び防衛協力の実効性を向上させ
るため、日米両国の役割及び任務並びに協力及び調整の
在り方についての一般的な大枠及び政策的な方向性を示
す。これにより、指針は、平和及び安全を促進し、紛争
を抑止し、経済的な繁栄の基盤を確実なものとし、日米
同盟の重要性についての国内外の理解を促進する。
Ⅱ．基本的な前提及び考え方

指針並びにその下での行動及び活動は、次の基本的な
前提及び考え方に従う。
A．日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全
保障条約（日米安全保障条約）及びその関連取極に基
づく権利及び義務並びに日米同盟関係の基本的な枠組
みは、変更されない。
B．日本及び米国により指針の下で行われる全ての行動
及び活動は、紛争の平和的解決及び国家の主権平等に
関するものその他の国際連合憲章の規定並びにその他
の関連する国際約束を含む国際法に合致するものであ
る。
C．日本及び米国により行われる全ての行動及び活動
は、各々の憲法及びその時々において適用のある国内
法令並びに国家安全保障政策の基本的な方針に従って
行われる。日本の行動及び活動は、専守防衛、非核三
原則等の日本の基本的な方針に従って行われる。
D．指針は、いずれの政府にも立法上、予算上、行政上
又はその他の措置をとることを義務付けるものではな

く、また、指針は、いずれの政府にも法的権利又は義
務を生じさせるものではない。しかしながら、二国間
協力のための実効的な態勢の構築が指針の目標である
ことから、日米両政府が、各々の判断に従い、このよ
うな努力の結果を各々の具体的な政策及び措置に適切
な形で反映することが期待される。

Ⅲ．強化された同盟内の調整
指針の下での実効的な二国間協力のため、平時から緊
急事態まで、日米両政府が緊密な協議並びに政策面及び
運用面の的確な調整を行うことが必要となる。
二国間の安全保障及び防衛協力の成功を確かなものと
するため、日米両政府は、十分な情報を得て、様々なレ
ベルにおいて調整を行うことが必要となる。この目標に
向かって、日米両政府は、情報共有を強化し、切れ目の
ない、実効的な、全ての関係機関を含む政府全体にわた
る同盟内の調整を確保するため、あらゆる経路を活用す
る。この目的のため、日米両政府は、新たな、平時から
利用可能な同盟調整メカニズムを設置し、運用面の調整
を強化し、共同計画の策定を強化する。
A．同盟調整メカニズム

持続する、及び発生する脅威は、日米両国の平和及
び安全に対し深刻かつ即時の影響を与え得る。日米両
政府は、日本の平和及び安全に影響を与える状況その
他の同盟としての対応を必要とする可能性があるあら
ゆる状況に切れ目のない形で実効的に対処するため、
同盟調整メカニズムを活用する。このメカニズムは、
平時から緊急事態までのあらゆる段階において自衛隊
及び米軍により実施される活動に関連した政策面及び
運用面の調整を強化する。このメカニズムはまた、適
時の情報共有並びに共通の情勢認識の構築及び維持に
寄与する。日米両政府は、実効的な調整を確保するた
め、必要な手順及び基盤（施設及び情報通信システム
を含む。）を確立するとともに、定期的な訓練・演習
を実施する。
日米両政府は、同盟調整メカニズムにおける調整の
手順及び参加機関の構成の詳細を状況に応じたものと
する。この手順の一環として、平時から、連絡窓口に
係る情報が共有され及び保持される。
B．強化された運用面の調整

柔軟かつ即応性のある指揮・統制のための強化され
た二国間の運用面の調整は、日米両国にとって決定的
に重要な中核的能力である。この文脈において、日米
両政府は、自衛隊と米軍との間の協力を強化するた
め、運用面の調整機能が併置されることが引き続き重
要であることを認識する。
自衛隊及び米軍は、緊密な情報共有を確保し、平時
から緊急事態までの調整を円滑にし及び国際的な活動
を支援するため、要員の交換を行う。自衛隊及び米軍
は、緊密に協力し及び調整しつつ、各々の指揮系統を
通じて行動する。
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C．共同計画の策定
日米両政府は、自衛隊及び米軍による整合のとれた
運用を円滑かつ実効的に行うことを確保するため、引
き続き、共同計画を策定し及び更新する。日米両政府
は、計画の実効性及び柔軟、適時かつ適切な対処能力
を確保するため、適切な場合に、運用面及び後方支援
面の所要並びにこれを満たす方策をあらかじめ特定す
ることを含め、関連情報を交換する。
日米両政府は、平時において、日本の平和及び安全
に関連する緊急事態について、各々の政府の関係機関
を含む改良された共同計画策定メカニズムを通じ、共
同計画の策定を行う。共同計画は、適切な場合に、関
係機関からの情報を得つつ策定される。日米安全保障
協議委員会は、引き続き、方向性の提示、このメカニ
ズムの下での計画の策定に係る進捗の確認及び必要に
応じた指示の発出について責任を有する。日米安全保
障協議委員会は、適切な下部組織により補佐される。
共同計画は、日米両政府双方の計画に適切に反映さ
れる。

Ⅳ．日本の平和及び安全の切れ目のない確保
持続する、及び発生する脅威は、日本の平和及び安全
に対し深刻かつ即時の影響を与え得る。この複雑さを増
す安全保障環境において、日米両政府は、日本に対する
武力攻撃を伴わない時の状況を含め、平時から緊急事態
までのいかなる段階においても、切れ目のない形で、日
本の平和及び安全を確保するための措置をとる。この文
脈において、日米両政府はまた、パートナーとの更なる
協力を推進する。
日米両政府は、これらの措置が、各状況に応じた柔
軟、適時かつ実効的な二国間の調整に基づいてとられる
必要があること、及び同盟としての適切な対応のために
は省庁間調整が不可欠であることを認識する。したがっ
て、日米両政府は、適切な場合に、次の目的のために政
府全体にわたる同盟調整メカニズムを活用する。
・状況を評価すること
・情報を共有すること、及び
・柔軟に選択される抑止措置及び事態の緩和を目的とし
た行動を含む同盟としての適切な対応を実施するため
の方法を立案すること
日米両政府はまた、これらの二国間の取組を支えるた
め、日本の平和及び安全に影響を与える可能性がある事
項に関する適切な経路を通じた戦略的な情報発信を調整
する。
A．平時からの協力措置

日米両政府は、日本の平和及び安全の維持を確保す
るため、日米同盟の抑止力及び能力を強化するため
の、外交努力によるものを含む広範な分野にわたる協
力を推進する。
自衛隊及び米軍は、あらゆるあり得べき状況に備え
るため、相互運用性、即応性及び警戒態勢を強化す

る。このため、日米両政府は、次のものを含むが、こ
れに限られない措置をとる。
1．情報収集、警戒監視及び偵察

日米両政府は、日本の平和及び安全に対する脅威
のあらゆる兆候を極力早期に特定し並びに情報収集
及び分析における決定的な優越を確保するため、共
通の情勢認識を構築し及び維持しつつ、情報を共有
し及び保護する。これには、関係機関間の調整及び
協力の強化を含む。
自衛隊及び米軍は、各々のアセットの能力及び利
用可能性に応じ、情報収集、警戒監視及び偵察
（ISR）活動を行う。これには、日本の平和及び安
全に影響を与え得る状況の推移を常続的に監視する
ことを確保するため、相互に支援する形で共同の
ISR活動を行うことを含む。
2．防空及びミサイル防衛
自衛隊及び米軍は、弾道ミサイル発射及び経空の
侵入に対する抑止及び防衛態勢を維持し及び強化す
る。日米両政府は、早期警戒能力、相互運用性、ネッ
トワーク化による監視範囲及びリアルタイムの情報
交換を拡大するため並びに弾道ミサイル対処能力の
総合的な向上を図るため、協力する。さらに、日米
両政府は、引き続き、挑発的なミサイル発射及びそ
の他の航空活動に対処するに当たり緊密に調整する。
3．海洋安全保障

日米両政府は、航行の自由を含む国際法に基づく
海洋秩序を維持するための措置に関し、相互に緊密
に協力する。自衛隊及び米軍は、必要に応じて関係
機関との調整によるものを含め、海洋監視情報の共
有を更に構築し及び強化しつつ、適切な場合に、
ISR及び訓練・演習を通じた海洋における日米両国
のプレゼンスの維持及び強化等の様々な取組におい
て協力する。
4．アセット（装備品等）の防護

自衛隊及び米軍は、訓練・演習中を含め、連携し
て日本の防衛に資する活動に現に従事している場合
であって適切なときは、各々のアセット（装備品
等）を相互に防護する。
5．訓練・演習

自衛隊及び米軍は、相互運用性、持続性及び即応
性を強化するため、日本国内外双方において、実効
的な二国間及び多国間の訓練・演習を実施する。適
時かつ実践的な訓練・演習は、抑止を強化する。日
米両政府は、これらの活動を支えるため、訓練場、
施設及び関連装備品が利用可能、アクセス可能かつ
現代的なものであることを確保するために協力す
る。
6．後方支援

日本及び米国は、いかなる段階においても、各々
自衛隊及び米軍に対する後方支援の実施を主体的に
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行う。自衛隊及び米軍は、日本国の自衛隊とアメリ
カ合衆国軍隊との間における後方支援、物品又は役
務の相互の提供に関する日本国政府とアメリカ合衆
国政府との間の協定（日米物品役務相互提供協定）
及びその関連取決めに規定する活動について、適切
な場合に、補給、整備、輸送、施設及び衛生を含む
が、これらに限らない後方支援を相互に行う。
7．施設の使用

日米両政府は、自衛隊及び米軍の相互運用性を拡
大し並びに柔軟性及び抗たん性を向上させるため、
施設・区域の共同使用を強化し、施設・区域の安全
の確保に当たって協力する。日米両政府はまた、緊
急事態へ備えることの重要性を認識し、適切な場合
に、民間の空港及び港湾を含む施設の実地調査の実
施に当たって協力する。

B．日本の平和及び安全に対して発生する脅威への対処
同盟は、日本の平和及び安全に重要な影響を与える
事態に対処する。当該事態については地理的に定める
ことはできない。この節に示す措置は、当該事態にい
まだ至ってない状況において、両国の各々の国内法令
に従ってとり得るものを含む。早期の状況把握及び二
国間の行動に関する状況に合わせた断固たる意思決定
は、当該事態の抑止及び緩和に寄与する。
日米両政府は、日本の平和及び安全を確保するた
め、平時からの協力的措置を継続することに加え、外
交努力を含むあらゆる手段を追求する。日米両政府
は、同盟調整メカニズムを活用しつつ、各々の決定に
より、次に掲げるものを含むが、これらに限らない追
加的措置をとる。
1．非戦闘員を退避させるための活動

日本国民又は米国国民である非戦闘員を第三国か
ら安全な地域に退避させる必要がある場合、各政府
は、自国民の退避及び現地当局との関係の処理につ
いて責任を有する。日米両政府は、適切な場合に、
日本国民又は米国国民である非戦闘員の退避を計画
するに当たり調整し及び当該非戦闘員の退避の実施
に当たって協力する。これらの退避活動は、輸送手
段、施設等の各国の能力を相互補完的に使用して実
施される。日米両政府は、各々、第三国の非戦闘員
に対して退避に係る援助を行うことを検討すること
ができる。
日米両政府は、退避者の安全、輸送手段及び施
設、通関、出入国管理及び検疫、安全な地域、衛生
等の分野において協力を実施するため、適切な場合
に、同盟調整メカニズムを通じ初期段階からの調整
を行う。日米両政府は、適切な場合に、訓練・演習
の実施によるものを含め、非戦闘員を退避させるた
めの活動における調整を平時から強化する。
2．海洋安全保障

日米両政府は、各々の能力を考慮しつつ、海洋安

全保障を強化するため、緊密に協力する。協力的措
置には、情報共有及び国際連合安全保障理事会決議
その他の国際法上の根拠に基づく船舶の検査を含み
得るが、これらに限らない。
3．避難民への対応のための措置

日米両政府は、日本への避難民の流入が発生する
おそれがある又は実際に始まるような状況に至る場
合には、国際法上の関係する義務に従った人道的な
方法で避難民を扱いつつ、日本の平和及び安全を維
持するために協力する。当該避難民への対応につい
ては、日本が主体的に実施する。米国は、日本から
の要請に基づき、適切な支援を行う。
4．捜索・救難

日米両政府は、適切な場合に、捜索・救難活動に
おいて協力し及び相互に支援する。自衛隊は、日本
の国内法令に従い、適切な場合に、関係機関と協力
しつつ、米国による戦闘捜索・救難活動に対して支
援を行う。
5．施設・区域の警護

自衛隊及び米軍は、各々の施設・区域を関係当局
と協力して警護する責任を有する。日本は、米国か
らの要請に基づき、米軍と緊密に協力し及び調整し
つつ、日本国内の施設・区域の追加的な警護を実施
する。
6．後方支援

日米両政府は、実効的かつ効率的な活動を可能と
するため、適切な場合に、相互の後方支援（補給、
整備、輸送、施設及び衛生を含むが、これらに限ら
ない。）を強化する。これらには、運用面及び後方
支援面の所要の迅速な確認並びにこれを満たす方策
の実施を含む。日本政府は、中央政府及び地方公共
団体の機関が有する権限及び能力並びに民間が有す
る能力を適切に活用する。日本政府は、自国の国内
法令に従い、適切な場合に、後方支援及び関連支援
を行う。
7．施設の使用

日本政府は、日米安全保障条約及びその関連取極
に従い、必要に応じて、民間の空港及び港湾を含む
施設を一時的な使用に供する。日米両政府は、施
設・区域の共同使用における協力を強化する。

C．日本に対する武力攻撃への対処行動
日本に対する武力攻撃への共同対処行動は、引き続き、
日米間の安全保障及び防衛協力の中核的要素である。
日本に対する武力攻撃が予測される場合、日米両政
府は、日本の防衛のために必要な準備を行いつつ、武
力攻撃を抑止し及び事態を緩和するための措置をとる。
日本に対する武力攻撃が発生した場合、日米両政府
は、極力早期にこれを排除し及び更なる攻撃を抑止す
るため、適切な共同対処行動を実施する。日米両政府
はまた、第Ⅳ章に掲げるものを含む必要な措置をとる。
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1．日本に対する武力攻撃が予測される場合
日本に対する武力攻撃が予測される場合、日米両
政府は、攻撃を抑止し及び事態を緩和するため、包
括的かつ強固な政府一体となっての取組を通じ、情
報共有及び政策面の協議を強化し、外交努力を含む
あらゆる手段を追求する。
自衛隊及び米軍は、必要な部隊展開の実施を含
め、共同作戦のための適切な態勢をとる。日本は、
米軍の部隊展開を支援するための基盤を確立し及び
維持する。日米両政府による準備には、施設・区域
の共同使用、補給、整備、輸送、施設及び衛生を含
むが、これらに限らない相互の後方支援及び日本国
内の米国の施設・区域の警護の強化を含み得る。
2．日本に対する武力攻撃が発生した場合
a．整合のとれた対処行動のための基本的考え方

外交努力及び抑止にもかかわらず、日本に対す
る武力攻撃が発生した場合、日米両国は、迅速に
武力攻撃を排除し及び更なる攻撃を抑止するため
に協力し、日本の平和及び安全を回復する。当該
整合のとれた行動は、この地域の平和及び安全の
回復に寄与する。
日本は、日本の国民及び領域の防衛を引き続き
主体的に実施し、日本に対する武力攻撃を極力早
期に排除するため直ちに行動する。自衛隊は、日
本及びその周辺海空域並びに海空域の接近経路に
おける防勢作戦を主体的に実施する。米国は、日
本と緊密に調整し、適切な支援を行う。米軍は、
日本を防衛するため、自衛隊を支援し及び補完す
る。米国は、日本の防衛を支援し並びに平和及び
安全を回復するような方法で、この地域の環境を
形成するための行動をとる。
日米両政府は、日本を防衛するためには国力の
全ての手段が必要となることを認識し、同盟調整
メカニズムを通じて行動を調整するため、各々の
指揮系統を活用しつつ、各々政府一体となっての
取組を進める。
米国は、日本に駐留する兵力を含む前方展開兵
力を運用し、所要に応じその他のあらゆる地域か
らの増援兵力を投入する。日本は、これらの部隊
展開を円滑にするために必要な基盤を確立し及び
維持する。
日米両政府は、日本に対する武力攻撃への対処
において、各々米軍又は自衛隊及びその施設を防
護するための適切な行動をとる。
b．作戦構想
ⅰ．空域を防衛するための作戦

自衛隊及び米軍は、日本の上空及び周辺空域
を防衛するため、共同作戦を実施する。
自衛隊は、航空優勢を確保しつつ、防空作戦
を主体的に実施する。このため、自衛隊は、航

空機及び巡航ミサイルによる攻撃に対する防衛
を含むが、これに限られない必要な行動をと
る。
米軍は、自衛隊の作戦を支援し及び補完する
ための作戦を実施する。
ⅱ．弾道ミサイル攻撃に対処するための作戦

自衛隊及び米軍は、日本に対する弾道ミサイ
ル攻撃に対処するため、共同作戦を実施する。
自衛隊及び米軍は、弾道ミサイル発射を早期
に探知するため、リアルタイムの情報交換を行
う。弾道ミサイル攻撃の兆候がある場合、自衛
隊及び米軍は、日本に向けられた弾道ミサイル
攻撃に対して防衛し、弾道ミサイル防衛作戦に
従事する部隊を防護するための実効的な態勢を
維持する。
自衛隊は、日本を防衛するため、弾道ミサイ
ル防衛作戦を主体的に実施する。
米軍は、自衛隊の作戦を支援し及び補完する
ための作戦を実施する。
ⅲ．海域を防衛するための作戦

自衛隊及び米軍は、日本の周辺海域を防衛し
及び海上交通の安全を確保するため、共同作戦
を実施する。
自衛隊は、日本における主要な港湾及び海峡
の防備、日本周辺海域における艦船の防護並び
にその他の関連する作戦を主体的に実施する。
このため、自衛隊は、沿岸防衛、対水上戦、対
潜戦、機雷戦、対空戦及び航空阻止を含むが、
これに限られない必要な行動をとる。
米軍は、自衛隊の作戦を支援し及び補完する
ための作戦を実施する。
自衛隊及び米軍は、当該武力攻撃に関与して
いる敵に支援を行う船舶活動の阻止において協
力する。
こうした活動の実効性は、関係機関間の情報
共有その他の形態の協力を通じて強化される。
ⅳ．陸上攻撃に対処するための作戦

自衛隊及び米軍は、日本に対する陸上攻撃に
対処するため、陸、海、空又は水陸両用部隊を
用いて、共同作戦を実施する。
自衛隊は、島嶼に対するものを含む陸上攻撃
を阻止し、排除するための作戦を主体的に実施
する。必要が生じた場合、自衛隊は島嶼を奪回
するための作戦を実施する。このため、自衛隊
は、着上陸侵攻を阻止し排除するための作戦、
水陸両用作戦及び迅速な部隊展開を含むが、こ
れに限られない必要な行動をとる。
自衛隊はまた、関係機関と協力しつつ、潜入
を伴うものを含め、日本における特殊作戦部隊
による攻撃等の不正規型の攻撃を主体的に撃破
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する。
米軍は、自衛隊の作戦を支援し及び補完する
ための作戦を実施する。
ⅴ．領域横断的な作戦

自衛隊及び米軍は、日本に対する武力攻撃を
排除し及び更なる攻撃を抑止するため、領域横
断的な共同作戦を実施する。これらの作戦は、
複数の領域を横断して同時に効果を達成するこ
とを目的とする。
領域横断的な協力の例には、次に示す行動を
含む。
自衛隊及び米軍は、適切な場合に、関係機関

と協力しつつ、各々のISR態勢を強化し、情報共
有を促進し及び各々のISRアセットを防護する。
米軍は、自衛隊を支援し及び補完するため、
打撃力の使用を伴う作戦を実施することができ
る。米軍がそのような作戦を実施する場合、自
衛隊は、必要に応じ、支援を行うことができ
る。これらの作戦は、適切な場合に、緊密な二
国間調整に基づいて実施される。
日米両政府は、第Ⅵ章に示す二国間協力に従
い、宇宙及びサイバー空間における脅威に対処
するために協力する。
自衛隊及び米軍の特殊作戦部隊は、作戦実施
中、適切に協力する。

c．作戦支援活動
日米両政府は、共同作戦を支援するため、次の
活動において協力する。
ⅰ．通信電子活動
日米両政府は、適切な場合に、通信電子能力
の効果的な活用を確保するため、相互に支援する。
自衛隊及び米軍は、共通の状況認識の下での
共同作戦のため、自衛隊と米軍との間の効果的
な通信を確保し、共通作戦状況図を維持する。
ⅱ．捜索・救難

自衛隊及び米軍は、適切な場合に、関係機関
と協力しつつ、戦闘捜索・救難活動を含む捜
索・救難活動において、協力し及び相互に支援
する。
ⅲ．後方支援

作戦上各々の後方支援能力の補完が必要とな
る場合、自衛隊及び米軍は、各々の能力及び利
用可能性に基づき、柔軟かつ適時の後方支援を
相互に行う。
日米両政府は、支援を行うため、中央政府及
び地方公共団体の機関が有する権限及び能力並
びに民間が有する能力を適切に活用する。
iv．施設の使用

日本政府は、必要に応じ、日米安全保障条約
及びその関連取極に従い、施設の追加提供を行

う。日米両政府は、施設・区域の共同使用にお
ける協力を強化する。
ⅴ．CBRN（化学・生物・放射線・核）防護

日本政府は、日本国内でのCBRN事案及び
攻撃に引き続き主体的に対処する。米国は、日
本における米軍の任務遂行能力を主体的に維持
し回復する。日本からの要請に基づき、米国
は、日本の防護を確実にするため、CBRN事案
及び攻撃の予防並びに対処関連活動において、
適切に日本を支援する。

D．日本以外の国に対する武力攻撃への対処行動
日米両国が、各々、米国又は第三国に対する武力攻
撃に対処するため、主権の十分な尊重を含む国際法並
びに各々の憲法及び国内法に従い、武力の行使を伴う
行動をとることを決定する場合であって、日本が武力
攻撃を受けるに至っていないとき、日米両国は、当該
武力攻撃への対処及び更なる攻撃の抑止において緊密
に協力する。共同対処は、政府全体にわたる同盟調整
メカニズムを通じて調整される。
日米両国は、当該武力攻撃への対処行動をとってい
る他国と適切に協力する。
自衛隊は、日本と密接な関係にある他国に対する武
力攻撃が発生し、これにより日本の存立が脅かされ、
国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆さ
れる明白な危険がある事態に対処し、日本の存立を全
うし、日本国民を守るため、武力の行使を伴う適切な
作戦を実施する。
協力して行う作戦の例は、次に概要を示すとおりで
ある。
1．アセットの防護

自衛隊及び米軍は、適切な場合に、アセットの防
護において協力する。当該協力には、非戦闘員の退
避のための活動又は弾道ミサイル防衛等の作戦に従
事しているアセットの防護を含むが、これに限らな
い。
2．捜索・救難

自衛隊及び米軍は、適切な場合に、関係機関と協
力しつつ、戦闘捜索・救難活動を含む捜索・救難活
動において、協力し及び支援を行う。
3．海上作戦

自衛隊及び米軍は、適切な場合に、海上交通の安
全を確保することを目的とするものを含む機雷掃海
において協力する。
自衛隊及び米軍は、適切な場合に、関係機関と協
力しつつ、艦船を防護するための護衛作戦において
協力する。
自衛隊及び米軍は、適切な場合に、関係機関と協
力しつつ、当該武力攻撃に関与している敵に支援を
行う船舶活動の阻止において協力する。
4．弾道ミサイル攻撃に対処するための作戦
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自衛隊及び米軍は、各々の能力に基づき、適切な
場合に、弾道ミサイルの迎撃において協力する。日
米両政府は、弾道ミサイル発射の早期探知を確実に
行うため、情報交換を行う。
5．後方支援

作戦上各々の後方支援能力の補完が必要となる場
合、自衛隊及び米軍は、各々の能力及び利用可能性
に基づき、柔軟かつ適時に後方支援を相互に行う。
日米両政府は、支援を行うため、中央政府及び地
方公共団体の機関が有する権限及び能力並びに民間
が有する能力を適切に活用する。

E．日本における大規模災害への対処における協力
日本において大規模災害が発生した場合、日本は主
体的に当該災害に対処する。自衛隊は、関係機関、地
方公共団体及び民間主体と協力しつつ、災害救援活動
を実施する。日本における大規模災害からの迅速な復
旧が日本の平和及び安全の確保に不可欠であること、
及び当該災害が日本における米軍の活動に影響を与え
る可能性があることを認識し、米国は、自国の基準に
従い、日本の活動に対する適切な支援を行う。当該支
援には、捜索・救難、輸送、補給、衛生、状況把握及
び評価並びにその他の専門的能力を含み得る。日米両
政府は、適切な場合に、同盟調整メカニズムを通じて
活動を調整する。
日米両政府は、日本における人道支援・災害救援活
動に際しての米軍による協力の実効性を高めるため、情
報共有によるものを含め、緊密に協力する。さらに、米
軍は、災害関連訓練に参加することができ、これにより、
大規模災害への対処に当たっての相互理解が深まる。

Ⅴ．地域の及びグローバルな平和と安全のための協力
相互の関係を深める世界において、日米両国は、アジ
ア太平洋地域及びこれを越えた地域の平和、安全、安定
及び経済的な繁栄の基盤を提供するため、パートナーと
協力しつつ、主導的役割を果たす。半世紀をはるかに上
回る間、日米両国は、世界の様々な地域における課題に
対して実効的な解決策を実行するため協力してきた。
日米両政府の各々がアジア太平洋地域及びこれを越え
た地域の平和及び安全のための国際的な活動に参加する
ことを決定する場合、自衛隊及び米軍を含む日米両政府
は、適切なときは、次に示す活動等において、相互に及
びパートナーと緊密に協力する。この協力はまた、日米
両国の平和及び安全に寄与する。
A．国際的な活動における協力

日米両政府は、各々の判断に基づき、国際的な活動
に参加する。共に活動を行う場合、自衛隊及び米軍
は、実行可能な限り最大限協力する。
日米両政府は、適切な場合に、同盟調整メカニズム
を通じ、当該活動の調整を行うことができ、また、こ
れらの活動において三か国及び多国間の協力を追求す
る。自衛隊及び米軍は、円滑かつ実効的な協力のた

め、適切な場合に、手順及びベストプラクティスを共
有する。日米両政府は、引き続き、この指針に必ずし
も明示的には含まれない広範な事項について協力する
一方で、地域的及び国際的な活動における日米両政府
による一般的な協力分野は次のものを含む。
1．平和維持活動

日米両政府が国際連合憲章に従って国際連合によ
り権限を与えられた平和維持活動に参加する場合、
日米両政府は、適切なときは、自衛隊と米軍との間
の相互運用性を最大限に活用するため、緊密に協力
する。日米両政府はまた、適切な場合に、同じ任務
に従事する国際連合その他の要員に対する後方支援
の提供及び保護において協力することができる。
2．国際的な人道支援・災害救援

日米両政府が、大規模な人道災害及び自然災害の
発生を受けた関係国政府又は国際機関からの要請に
応じて、国際的な人道支援・災害救援活動を実施す
る場合、日米両政府は、適切なときは、参加する自
衛隊と米軍との間の相互運用性を最大限に活用しつ
つ、相互に支援を行うため緊密に協力する。協力し
て行う活動の例には、相互の後方支援、運用面の調
整、計画策定及び実施を含み得る。
3．海洋安全保障

日米両政府が海洋安全保障のための活動を実施す
る場合、日米両政府は、適切なときは、緊密に協力
する。協力して行う活動の例には、海賊対処、機雷
掃海等の安全な海上交通のための取組、大量破壊兵
器の不拡散のための取組及びテロ対策活動のための
取組を含み得る。
4．パートナーの能力構築支援
パートナーとの積極的な協力は、地域及び国際の
平和及び安全の維持及び強化に寄与する。変化する
安全保障上の課題に対処するためのパートナーの能
力を強化することを目的として、日米両政府は、適
切な場合に、各々の能力及び経験を最大限に活用す
ることにより、能力構築支援活動において協力する。
協力して行う活動の例には、海洋安全保障、防衛医
学、防衛組織の構築、人道支援・災害救援又は平和
維持活動のための部隊の即応性の向上を含み得る。
5．非戦闘員を退避させるための活動

非戦闘員の退避のために国際的な行動が必要とな
る状況において、日米両政府は、適切な場合に、日
本国民及び米国国民を含む非戦闘員の安全を確保す
るため、外交努力を含むあらゆる手段を活用する。
6．情報収集、警戒監視及び偵察

日米両政府が国際的な活動に参加する場合、自衛
隊及び米軍は、各々のアセットの能力及び利用可能
性に基づき、適切なときは、ISR活動において協力
する。
7．訓練・演習
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自衛隊及び米軍は、国際的な活動の実効性を強化
するため、適切な場合に、共同訓練・演習を実施し
及びこれに参加し、相互運用性、持続性及び即応性
を強化する。また、日米両政府は、引き続き、同盟
との相互運用性の強化並びに共通の戦術、技術及び
手順の構築に寄与するため、訓練・演習において
パートナーと協力する機会を追求する。
8．後方支援

日米両政府は、国際的な活動に参加する場合、相
互に後方支援を行うために協力する。日本政府は、
自国の国内法令に従い、適切な場合に、後方支援を
行う。

B．三か国及び多国間協力
日米両政府は、三か国及び多国間の安全保障及び防
衛協力を推進し及び強化する。特に、日米両政府は、
地域の及び他のパートナー並びに国際機関と協力する
ための取組を強化し、並びにそのための更なる機会を
追求する。
日米両政府はまた、国際法及び国際的な基準に基づ
く協力を推進すべく、地域及び国際機関を強化するた
めに協力する。

Ⅵ．宇宙及びサイバー空間に関する協力
A．宇宙に関する協力
日米両政府は、宇宙空間の安全保障の側面を認識し、
責任ある、平和的かつ安全な宇宙の利用を確実なもの
とするための両政府の連携を維持し及び強化する。
当該取組の一環として、日米両政府は、各々の宇宙
システムの抗たん性を確保し及び宇宙状況監視に係る
協力を強化する。日米両政府は、能力を確立し向上さ
せるため、適切な場合に、相互に支援し、宇宙空間の
安全及び安定に影響を与え、その利用を妨げ得る行動
や事象についての情報を共有する。日米両政府はま
た、宇宙システムに対して発生する脅威に対応するた
めに情報を共有し、また、海洋監視並びに宇宙システ
ムの能力及び抗たん性を強化する宇宙関係の装備・技
術（ホステッド・ペイロードを含む。）における協力
の機会を追求する。
自衛隊及び米軍は、各々の任務を実効的かつ効率的
に達成するため、宇宙の利用に当たって、引き続き、
早期警戒、ISR、測位、航法及びタイミング、宇宙状
況監視、気象観測、指揮、統制及び通信並びに任務保
証のために不可欠な関係する宇宙システムの抗たん性
の確保等の分野において協力し、かつ政府一体となっ
ての取組に寄与する。各々の宇宙システムが脅威にさ
らされた場合、自衛隊及び米軍は、適切なときは、危
険の軽減及び被害の回避において協力する。被害が発
生した場合、自衛隊及び米軍は、適切なときは、関係
能力の再構築において協力する。
B．サイバー空間に関する協力

日米両政府は、サイバー空間の安全かつ安定的な利

用の確保に資するため、適切な場合に、サイバー空間
における脅威及び脆弱性に関する情報を適時かつ適切
な方法で共有する。また、日米両政府は、適切な場合
に、訓練及び教育に関するベストプラクティスの交換
を含め、サイバー空間における各種能力の向上に関す
る情報を共有する。日米両政府は、適切な場合に、民
間との情報共有によるものを含め、自衛隊及び米軍が
任務を達成する上で依拠する重要インフラ及びサービ
スを防護するために協力する。
自衛隊及び米軍は、次の措置をとる。
・各々のネットワーク及びシステムを監視する態勢を
維持すること
・サイバーセキュリティに関する知見を共有し、教育
交流を行うこと
・任務保証を達成するために各々のネットワーク及び
システムの抗たん性を確保すること
・サイバーセキュリティを向上させるための政府一体
となっての取組に寄与すること
・平時から緊急事態までのいかなる状況においてもサ
イバーセキュリティのための実効的な協力を確実に
行うため、共同演習を実施すること
自衛隊及び日本における米軍が利用する重要インフ
ラ及びサービスに対するものを含め、日本に対するサ
イバー事案が発生した場合、日本は主体的に対処し、
緊密な二国間調整に基づき、米国は日本に対し適切な
支援を行う。日米両政府はまた、関連情報を迅速かつ
適切に共有する。日本が武力攻撃を受けている場合に
発生するものを含め、日本の安全に影響を与える深刻
なサイバー事案が発生した場合、日米両政府は、緊密
に協議し、適切な協力行動をとり対処する。

Ⅶ．日米共同の取組
日米両政府は、二国間協力の実効性を更に向上させる
ため、安全保障及び防衛協力の基盤として、次の分野を
発展させ及び強化する。
A．防衛装備・技術協力

日米両政府は、相互運用性を強化し、効率的な取得
及び整備を推進するため、次の取組を行う。
・装備品の共同研究、開発、生産、試験評価並びに共
通装備品の構成品及び役務の相互提供において協力
する。
・相互の効率性及び即応性のため、共通装備品の修理
及び整備の基盤を強化する。
・効率的な取得、相互運用性及び防衛装備・技術協力
を強化するため、互恵的な防衛調達を促進する。
・防衛装備・技術に関するパートナーとの協力の機会
を探求する。

B．情報協力・情報保全
・日米両政府は、共通の情勢認識が不可欠であること
を認識し、国家戦略レベルを含むあらゆるレベルに
おける情報協力及び情報共有を強化する。
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・日米両政府は、緊密な情報協力及び情報共有を可能
とするため、引き続き、秘密情報の保護に関連した
政策、慣行及び手続の強化における協力を推進す
る。
・日米両政府はまた、情報共有に関してパートナーと
の協力の機会を探求する。

C．教育・研究交流
日米両政府は、安全保障及び防衛に関する知的協力
の重要性を認識し、関係機関の構成員の交流を深め、
各々の研究・教育機関間の意思疎通を強化する。その
ような取組は、安全保障・防衛当局者が知識を共有し
協力を強化するための恒久的な基盤となる。

Ⅷ．見直しのための手順
日米安全保障協議委員会は、適切な下部組織の補佐を
得て、この指針が変化する情況に照らして適切なもので
あるか否かを定期的に評価する。日米同盟関係に関連す
る諸情勢に変化が生じ、その時の状況を踏まえて必要と
認める場合には、日米両政府は、適時かつ適切な形でこ
の指針を更新する。

日米防衛協力のための指針（1997年9月23日）（仮訳）

Ⅰ　指針の目的
この指針の目的は、平素から並びに日本に対する武力
攻撃及び周辺事態に際してより効果的かつ信頼性のある
日米協力を行うための、堅固な基礎を構築することであ
る。また、指針は、平素からの及び緊急事態における日
米両国の役割並びに協力及び調整の在り方について、一
般的な大枠及び方向性を示すものである。
Ⅱ　基本的な前提及び考え方

指針及びその下で行われる取組みは、以下の基本的な
前提及び考え方に従う。
1　日米安全保障条約及びその関連取極に基づく権利及
び義務並びに日米同盟関係の基本的な枠組みは、変更
されない。
2　日本のすべての行為は、日本の憲法上の制約の範囲
内において、専守防衛、非核三原則等の日本の基本的
な方針に従って行われる。
3　日米両国のすべての行為は、紛争の平和的解決及び
主権平等を含む国際法の基本原則並びに国際連合憲章
を始めとする関連する国際約束に合致するものであ
る。
4　指針及びその下で行われる取組みは、いずれの政府
にも、立法上、予算上又は行政上の措置をとることを
義務づけるものではない。しかしながら、日米協力の
ための効果的な態勢の構築が指針及びその下で行われ
る取組みの目標であることから、日米両国政府が、
各々の判断に従い、このような努力の結果を各々の具
体的な政策や措置に適切な形で反映することが期待さ
れる。日本のすべての行為は、その時々において適用

のある国内法令に従う。
Ⅲ　平素から行う協力

日米両国政府は、現在の日米安全保障体制を堅持し、
また、各々所要の防衛態勢の維持に努める。日本は、
「防衛計画の大綱」にのっとり、自衛のために必要な範
囲内で防衛力を保持する。米国は、そのコミットメント
を達成するため、核抑止力を保持するとともに、アジア
太平洋地域における前方展開兵力を維持し、かつ、来援
し得るその他の兵力を保持する。
日米両国政府は、各々の政策を基礎としつつ、日本の
防衛及びより安定した国際的な安全保障環境の構築のた
め、平素から密接な協力を維持する。日米両国政府は、
平素から様々な分野での協力を充実する。この協力に
は、日米物品役務相互提供協定及び日米相互防衛援助協
定並びにこれらの関連取決めに基づく相互支援活動が含
まれる。
1　情報交換及び政策協議
日米両国政府は、正確な情報及び的確な分析が安全保
障の基礎であると認識し、アジア太平洋地域の情勢を中
心として、双方が関心を有する国際情勢についての情報
及び意見の交換を強化するとともに、防衛政策及び軍事
態勢についての緊密な協議を継続する。
このような情報交換及び政策協議は、日米安全保障協
議委員会及び日米安全保障高級事務レベル協議（SSC）
を含むあらゆる機会をとらえ、できる限り広範なレベル
及び分野において行われる。
2　安全保障面での種々の協力
安全保障面での地域的な及び地球的規模の諸活動を促
進するための日米協力は、より安定した国際的な安全保
障環境の構築に寄与する。
日米両国政府は、この地域における安全保障対話・防
衛交流及び国際的な軍備管理・軍縮の意義と重要性を認
識し、これらの活動を促進するとともに、必要に応じて
協力する。
日米いずれかの政府又は両国政府が国際連合平和維持
活動又は人道的な国際救援活動に参加する場合には、日
米両国政府は、必要に応じて、相互支援のために密接に
協力する。日米両国政府は、輸送、衛生、情報交換、教
育訓練等の分野における協力の要領を準備する。
大規模災害の発生を受け、日米いずれかの政府又は両
国政府が関係政府又は国際機関の要請に応じて緊急援助
活動を行う場合には、日米両国政府は、必要に応じて密
接に協力する。
3　日米共同の取組み
日米両国政府は、日本に対する武力攻撃に際しての共
同作戦計画についての検討及び周辺事態に際しての相互
協力計画についての検討を含む共同作業を行う。このよ
うな努力は、双方の関係機関の関与を得た包括的なメカ
ニズムにおいて行われ、日米協力の基礎を構築する。
日米両国政府は、このような共同作業を検証するとと
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もに、自衛隊及び米軍を始めとする日米両国の公的機関
及び民間の機関による円滑かつ効果的な対応を可能とす
るため、共同演習・訓練を強化する。また、日米両国政
府は、緊急事態において関係機関の関与を得て運用され
る日米間の調整メカニズムを平素から構築しておく。
Ⅳ　日本に対する武力攻撃に際しての対処行動等

日本に対する武力攻撃に際しての共同対処行動等は、
引き続き日米防衛協力の中核的要素である。
日本に対する武力攻撃が差し迫っている場合には、日
米両国政府は、事態の拡大を抑制するための措置をとる
とともに、日本の防衛のために必要な準備を行う。日本
に対する武力攻撃がなされた場合には、日米両国政府
は、適切に共同して対処し、極力早期にこれを排除す
る。
1　日本に対する武力攻撃が差し迫っている場合
日米両国政府は、情報交換及び政策協議を強化すると
ともに、日米間の調整メカニズムの運用を早期に開始す
る。日米両国政府は、適切に協力しつつ、合意によって
選択された準備段階に従い、整合のとれた対応を確保す
るために必要な準備を行う。日本は、米軍の来援基盤を
構築し、維持する。また、日米両国政府は、情勢の変化
に応じ、情報収集及び警戒監視を強化するとともに、日
本に対する武力攻撃に発展し得る行為に対応するための
準備を行う。
日米両国政府は、事態の拡大を抑制するため、外交上
のものを含むあらゆる努力を払う。
なお、日米両国政府は、周辺事態の推移によっては日
本に対する武力攻撃が差し迫ったものとなるような場合
もあり得ることを念頭に置きつつ、日本の防衛のための
準備と周辺事態への対応又はそのための準備との間の密
接な相互関係に留意する。
2　日本に対する武力攻撃がなされた場合
（1）整合のとれた共同対処行動のための基本的な考

え方
（イ）日本は、日本に対する武力攻撃に即応して主
体的に行動し、極力早期にこれを排除する。その
際、米国は、日本に対して適切に協力する。この
ような日米協力の在り方は、武力攻撃の規模、態
様、事態の推移その他の要素により異なるが、こ
れには、整合のとれた共同の作戦の実施及びその
ための準備、事態の拡大を抑制するための措置、
警戒監視並びに情報交換についての協力が含まれ
得る。

（ロ）自衛隊及び米軍が作戦を共同して実施する場
合には、双方は、整合性を確保しつつ、適時かつ
適切な形で、各々の防衛力を運用する。その際、
双方は、各々の陸・海・空部隊の効果的な統合運
用を行う。自衛隊は、主として日本の領域及びそ
の周辺海空域において防勢作戦を行い、米軍は、
自衛隊の行う作戦を支援する。米軍は、また、自

衛隊の能力を補完するための作戦を実施する。
（ハ）米国は、兵力を適時に来援させ、日本は、こ
れを促進するための基盤を構築し、維持する。

（2）作戦構想
（イ）日本に対する航空侵攻に対処するための作戦

自衛隊及び米軍は、日本に対する航空侵攻に
対処するための作戦を共同して実施する。
自衛隊は、防空のための作戦を主体的に実施
する。
米軍は、自衛隊の行う作戦を支援するととも
に、打撃力の使用を伴うような作戦を含め、自
衛隊の能力を補完するための作戦を実施する。

（ロ）日本周辺海域の防衛及び海上交通の保護のた
めの作戦
自衛隊及び米軍は、日本周辺海域の防衛のた
めの作戦及び海上交通の保護のための作戦を共
同して実施する。
自衛隊は、日本の重要な港湾及び海峡の防備、
日本周辺海域における船舶の保護並びにその他
の作戦を主体的に実施する。
米軍は、自衛隊の行う作戦を支援するととも
に、機動打撃力の使用を伴うような作戦を含め、
自衛隊の能力を補完するための作戦を実施する。

（ハ）日本に対する着上陸侵攻に対処するための作
戦
自衛隊及び米軍は、日本に対する着上陸侵攻
に対処するための作戦を共同して実施する。
自衛隊は、日本に対する着上陸侵攻を阻止し
排除するための作戦を主体的に実施する。
米軍は、主として自衛隊の能力を補完するた
めの作戦を実施する。その際、米国は、侵攻の
規模、態様その他の要素に応じ、極力早期に兵
力を来援させ、自衛隊の行う作戦を支援する。

（ニ）その他の脅威への対応
（ⅰ）自衛隊は、ゲリラ・コマンドウ攻撃等日本
領域に軍事力を潜入させて行う不正規型の攻撃
を極力早期に阻止し排除するための作戦を主体
的に実施する。その際、関係機関と密接に協力
し調整するとともに、事態に応じて米軍の適切
な支援を得る。

（ⅱ）自衛隊及び米軍は、弾道ミサイル攻撃に対
応するために密接に協力し調整する。米軍は、
日本に対し必要な情報を提供するとともに、必
要に応じ、打撃力を有する部隊の使用を考慮す
る。

（3）作戦に係る諸活動及びそれに必要な事項
（イ）指揮及び調整

自衛隊及び米軍は、緊密な協力の下、各々の
指揮系統に従って行動する。自衛隊及び米軍は、
効果的な作戦を共同して実施するため、役割分
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担の決定、作戦行動の整合性の確保等について
の手続をあらかじめ定めておく。

（ロ）日米間の調整メカニズム
日米両国の関係機関の間における必要な調整
は、日米間の調整メカニズムを通じて行われる。
自衛隊及び米軍は、効果的な作戦を共同して実
施するため、作戦、情報活動及び後方支援につ
いて、日米共同調整所の活用を含め、この調整
メカニズムを通じて相互に緊密に調整する。

（ハ）通信電子活動
日米両国政府は、通信電子能力の効果的な活
用を確保するため、相互に支援する。

（ニ）情報活動
日米両国政府は、効果的な作戦を共同して実
施するため、情報活動について協力する。これ
には、情報の要求、収集、処理及び配布につい
ての調整が含まれる。その際、日米両国政府は、
共有した情報の保全に関し各々責任を負う。

（ホ）後方支援活動
自衛隊及び米軍は、日米間の適切な取決めに従
い、効率的かつ適切に後方支援活動を実施する。
日米両国政府は、後方支援の効率性を向上さ
せ、かつ、各々の能力不足を軽減するよう、中
央政府及び地方公共団体が有する権限及び能力
並びに民間が有する能力を適切に活用しつつ、
相互支援活動を実施する。その際、特に次の事
項に配慮する。

（ⅰ）補給
米国は、米国製の装備品等の補給品の取得を
支援し、日本は、日本国内における補給品の取
得を支援する。

（ⅱ）輸送
日米両国政府は、米国から日本への補給品の
航空輸送及び海上輸送を含む輸送活動について、
緊密に協力する。

（ⅲ）整備
日本は、日本国内において米軍の装備品の整
備を支援し、米国は、米国製の品目の整備で
あって日本の整備能力が及ばないものについて
支援を行う。整備の支援には、必要に応じ、整
備要員の技術指導を含む。また、日本は、サル
ベージ及び回収に関する米軍の需要についても
支援を行う。

（ⅳ）施設
日本は、必要に応じ、日米安全保障条約及び
その関連取極に従って新たな施設・区域を提供
する。また、作戦を効果的かつ効率的に実施す
るために必要な場合には、自衛隊及び米軍は、
同条約及びその関連取極に従って、自衛隊の施
設及び米軍の施設・区域の共同使用を実施する。

（ⅴ）衛生
日米両国政府は、衛生の分野において、傷病
者の治療及び後送等の相互支援を行う。

Ⅴ　日本周辺地域における事態で日本の平和と安全に重要
な影響を与える場合（周辺事態）の協力
周辺事態は、日本の平和と安全に重要な影響を与える
事態である。周辺事態の概念は、地理的なものではな
く、事態の性質に着目したものである。日米両国政府
は、周辺事態が発生することのないよう、外交上のもの
を含むあらゆる努力を払う。日米両国政府は、個々の事
態の状況について共通の認識に到達した場合に、各々の
行う活動を効果的に調整する。なお、周辺事態に対応す
る際にとられる措置は、情勢に応じて異なり得るもので
ある。
1　周辺事態が予想される場合
周辺事態が予想される場合には、日米両国政府は、そ
の事態について共通の認識に到達するための努力を含
め、情報交換及び政策協議を強化する。
同時に、日米両国政府は、事態の拡大を抑制するた
め、外交上のものを含むあらゆる努力を払うとともに、
日米共同調整所の活用を含め、日米間の調整メカニズム
の運用を早期に開始する。また、日米両国政府は、適切
に協力しつつ、合意によって選択された準備段階に従
い、整合のとれた対応を確保するために必要な準備を行
う。更に、日米両国政府は、情勢の変化に応じ、情報収
集及び警戒監視を強化するとともに、情勢に対応するた
めの即応態勢を強化する。
2　周辺事態への対応
周辺事態への対応に際しては、日米両国政府は、事態
の拡大の抑制のためのものを含む適切な措置をとる。こ
れらの措置は、上記Ⅱに掲げられた基本的な前提及び考
え方に従い、かつ、各々の判断に基づいてとられる。日
米両国政府は、適切な取決めに従って、必要に応じて相
互支援を行う。
協力の対象となる機能及び分野並びに協力項目例は、
以下に整理し、別表に示すとおりである。
（1）日米両国政府が各々主体的に行う活動における

協力
日米両国政府は、以下の活動を各々の判断の下
に実施することができるが、日米間の協力は、そ
の実効性を高めることとなる。
（イ）救援活動及び避難民への対応のための措置

日米両国政府は、被災地の現地当局の同意と
協力を得つつ、救援活動を行う。日米両国政府
は、各々の能力を勘案しつつ、必要に応じて協
力する。
日米両国政府は、避難民の取扱いについて、
必要に応じて協力する。避難民が日本の領域に
流入してくる場合については、日本がその対応
の在り方を決定するとともに、主として日本が
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責任を持ってこれに対応し、米国は適切な支援
を行う。

（ロ）捜索・救難
日米両国政府は、捜索・救難活動について協
力する。日本は、日本領域及び戦闘行動が行わ
れている地域とは一線を画される日本の周囲の
海域において捜索・救難活動を実施する。米国
は、米軍が活動している際には、活動区域内及
びその付近での捜索・救難活動を実施する。

（ハ）非戦闘員を退避させるための活動
日本国民又は米国国民である非戦闘員を第三
国から安全な地域に退避させる必要が生じる場
合には、日米両国政府は、自国の国民の退避及
び現地当局との関係について各々責任を有する。
日米両国政府は、各々が適切であると判断する
場合には、各々の有する能力を相互補完的に使
用しつつ、輸送手段の確保、輸送及び施設の使
用に係るものを含め、これらの非戦闘員の退避
に関して、計画に際して調整し、また、実施に
際して協力する。日本国民又は米国国民以外の
非戦闘員について同様の必要が生じる場合には、
日米両国が、各々の基準に従って、第三国の国
民に対して退避に係る援助を行うことを検討す
ることもある。

（ニ）国際の平和と安定の維持を目的とする経済制
裁の実効性を確保するための活動
日米両国政府は、国際の平和と安定の維持を
目的とする経済制裁の実効性を確保するための
活動に対し、各々の基準に従って寄与する。
また、日米両国政府は、各々の能力を勘案し
つつ、適切に協力する。そのような協力には、
情報交換、及び国際連合安全保障理事会決議に
基づく船舶の検査に際しての協力が含まれる。

（2）米軍の活動に対する日本の支援
（イ）施設の使用

日米安全保障条約及びその関連取極に基づき、
日本は、必要に応じ、新たな施設・区域の提供
を適時かつ適切に行うとともに、米軍による自
衛隊施設及び民間空港・港湾の一時的使用を確
保する。

（ロ）後方地域支援
日本は、日米安全保障条約の目的の達成のた
め活動する米軍に対して、後方地域支援を行う。
この後方地域支援は、米軍が施設の使用及び
種々の活動を効果的に行うことを可能とするこ
とを主眼とするものである。そのような性質か
ら、後方地域支援は、主として日本の領域にお
いて行われるが、戦闘行動が行われている地域
とは一線を画される日本の周囲の公海及びその
上空において行われることもあると考えられる。
後方地域支援を行うに当たって、日本は、中
央政府及び地方公共団体が有する権限及び能力
並びに民間が有する能力を適切に活用する。自
衛隊は、日本の防衛及び公共の秩序維持のため
の任務の遂行と整合を図りつつ、適切にこのよ
うな支援を行う。

（3）運用面における日米協力
周辺事態は、日本の平和と安全に重要な影響を
与えることから、自衛隊は、生命・財産の保護及
び航行の安全確保を目的として、情報収集、警戒
監視、機雷の除去等の活動を行う。米軍は、周辺
事態により影響を受けた平和と安全の回復のため
の活動を行う。
自衛隊及び米軍の双方の活動の実効性は、関係
機関の関与を得た協力及び調整により、大きく高
められる。

（別表）周辺事態における協力の対象となる機能及び分野並びに協力項目例
機能及び分野 協力項目例

日米両国政府が各々主体的に
行う活動における協力

救援活動及び避難民への 
対応のための措置

・ 被災地への人員及び補給品の輸送
・ 被災地における衛生、通信及び輸送
・ 避難民の救援及び輸送のための活動並びに避難民に対する応急物資の支給

捜索・救難 ・ 日本領域及び日本の周囲の海域における捜索・救難活動並びにこれに関する
情報の交換

非戦闘員を退避させるための
活動

・ 情報の交換並びに非戦闘員との連絡及び非戦闘員の集結・輸送
・ 非戦闘員の輸送のための米航空機・船舶による自衛隊施設及び民間空港・港

湾の使用
・ 非戦闘員の日本入国時の通関、出入国管理及び検疫
・ 日本国内における一時的な宿泊、輸送及び衛生に係る非戦闘員への援助

国際の平和と安定の維持を 
目的とする経済制裁の実効性
を確保するための活動

・ 経済制裁の実効性を確保するために国際連合安全保障理事会決議に基づいて
行われる船舶の検査及びこのような検査に関連する活動

・ 情報の交換
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機能及び分野 協力項目例
米軍の活動に対する 
日本の支援

施設の使用 ・ 補給等を目的とする米航空機・船舶による自衛隊施設及び民間空港・港湾の
使用

・ 自衛隊施設及び民間空港・港湾における米国による人員及び物資の積卸しに
必要な場所及び保管施設の確保

・ 米航空機・船舶による使用のための自衛隊施設及び民間空港・港湾の運用時
間の延長

・ 米航空機による自衛隊の飛行場の使用
・ 訓練・演習区域の提供
・ 米軍施設・区域内における事務所・宿泊所等の建設

米軍の活動に対する 
日本の支援

後方地域支援 補給 ・ 自衛隊施設及び民間空港・港湾における米航空機・船舶に対する物資（武
器・弾薬を除く。）及び燃料・油脂・潤滑油の提供

・ 米軍施設・区域に対する物資（武器・弾薬を除く。）及び燃料・油脂・潤滑
油の提供

輸送 ・ 人員、物資及び燃料・油脂・潤滑油の日本国内における陸上・海上・航空輸
送

・ 公海上の米船舶に対する人員、物資及び燃料・油脂・潤滑油の海上輸送
・ 人員、物資及び燃料・油脂・潤滑油の輸送のための車両及びクレーンの使用

整備 ・ 米航空機・船舶・車両の修理・整備
・ 修理部品の提供
・ 整備用資器材の一時提供

衛生 ・ 日本国内における傷病者の治療
・ 日本国内における傷病者の輸送
・ 医薬品及び衛生機具の提供

警備 ・ 米軍施設・区域の警備
・ 米軍施設・区域の周囲の海域の警戒監視
・ 日本国内の輸送経路上の警備
・ 情報の交換

通信 ・ 日米両国の関係機関の間の通信のための周波数（衛星通信用を含む。）の確
保及び器材の提供

その他 ・ 米船舶の出入港に対する支援
・ 自衛隊施設及び民間空港・港湾における物資の積卸し
・ 米軍施設・区域内における汚水処理、給水、給電等
・ 米軍施設・区域従業員の一時増員

運用面における日米協力 警戒監視 ・ 情報の交換
機雷除去 ・ 日本領域及び日本の周囲の公海における機雷の除去並びに機雷に関する情報

の交換
海・空域調整 ・ 日本領域及び周囲の海域における交通量の増大に対応した海上運航調整

・ 日本領域及び周囲の空域における航空交通管制及び空域調整

Ⅵ　指針の下で行われる効果的な防衛協力のための日米共
同の取組み
指針の下での日米防衛協力を効果的に進めるために
は、平素、日本に対する武力攻撃及び周辺事態という安
全保障上の種々の状況を通じ、日米両国が協議を行うこ
とが必要である。日米防衛協力が確実に成果を挙げてい
くためには、双方が様々なレベルにおいて十分な情報の
提供を受けつつ、調整を行うことが不可欠である。この
ため、日米両国政府は、日米安全保障協議委員会及び日
米安全保障高級事務レベル協議を含むあらゆる機会をと
らえて情報交換及び政策協議を充実させていくほか、協
議の促進、政策調整及び作戦・活動分野の調整のための
以下の2つのメカニズムを構築する。
第一に、日米両国政府は、計画についての検討を行うと

ともに共通の基準及び実施要領等を確立するため、包括
的なメカニズムを構築する。これには、自衛隊及び米軍の
みならず、各々の政府のその他の関係機関が関与する。
日米両国政府は、この包括的なメカニズムの在り方を
必要に応じて改善する。日米安全保障協議委員会は、こ
のメカニズムの行う作業に関する政策的な方向性を示す
上で引き続き重要な役割を有する。日米安全保障協議委

員会は、方針を提示し、作業の進捗を確認し、必要に応
じて指示を発出する責任を有する。防衛協力小委員会
は、共同作業において、日米安全保障協議委員会を補佐
する。
第二に、日米両国政府は、緊急事態において各々の活
動に関する調整を行うため、両国の関係機関を含む日米
間の調整メカニズムを平素から構築しておく。
1　計画についての検討並びに共通の基準及び実施要領
等の確立のための共同作業
双方の関係機関の関与を得て構築される包括的なメ
カニズムにおいては、以下に掲げる共同作業を計画的
かつ効率的に進める。これらの作業の進捗及び結果
は、節目節目に日米安全保障協議委員会及び防衛協力
小委員会に対して報告される。
（1）共同作戦計画についての検討及び相互協力計画
についての検討
自衛隊及び米軍は、日本に対する武力攻撃に際
して整合のとれた行動を円滑かつ効果的に実施し
得るよう、平素から共同作戦計画についての検討
を行う。また、日米両国政府は、周辺事態に円滑
かつ効果的に対応し得るよう、平素から相互協力
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計画についての検討を行う。
共同作戦計画についての検討及び相互協力計画
についての検討は、その結果が日米両国政府の
各々の計画に適切に反映されることが期待される
という前提の下で、種々の状況を想定しつつ行わ
れる。日米両国政府は、実際の状況に照らして、
日米両国各々の計画を調整する。日米両国政府は、
共同作戦計画についての検討と相互協力計画につ
いての検討との間の整合を図るよう留意すること
により、周辺事態が日本に対する武力攻撃に波及
する可能性のある場合又は両者が同時に生起する
場合に適切に対応し得るようにする。

（2）準備のための共通の基準の確立
日米両国政府は、日本の防衛のための準備に関
し、共通の基準を平素から確立する。この基準は、
各々の準備段階における情報活動、部隊の活動、
移動、後方支援その他の事項を明らかにするもの
である。日本に対する武力攻撃が差し迫っている
場合には、日米両国政府の合意により共通の準備
段階が選択され、これが、自衛隊、米軍その他の
関係機関による日本の防衛のための準備のレベル
に反映される。
同様に、日米両国政府は、周辺事態における協
力措置の準備に関しても、合意により共通の準備
段階を選択し得るよう、共通の基準を確立する。

（3）共通の実施要領等の確立

日米両国政府は、自衛隊及び米軍が日本の防衛
のための整合のとれた作戦を円滑かつ効果的に実
施できるよう、共通の実施要領等をあらかじめ準
備しておく。これには、通信、目標位置の伝達、
情報活動及び後方支援並びに相撃防止のための要
領とともに、各々の部隊の活動を適切に律するた
めの基準が含まれる。また、自衛隊及び米軍は、
通信電子活動等に関する相互運用性の重要性を考
慮し、相互に必要な事項をあらかじめ定めておく。

2　日米間の調整メカニズム
日米両国政府は、日米両国の関係機関の関与を得
て、日米間の調整メカニズムを平素から構築し、日本
に対する武力攻撃及び周辺事態に際して各々が行う活
動の間の調整を行う。
調整の要領は、調整すべき事項及び関与する関係機
関に応じて異なる。調整の要領には、調整会議の開
催、連絡員の相互派遣及び連絡窓口の指定が含まれ
る。自衛隊及び米軍は、この調整メカニズムの一環と
して、双方の活動について調整するため、必要なハー
ドウェア及びソフトウェアを備えた日米共同調整所を
平素から準備しておく。

Ⅶ　指針の適時かつ適切な見直し
日米安全保障関係に関連する諸情勢に変化が生じ、そ
の時の状況に照らして必要と判断される場合には、日米
両国政府は、適時かつ適切な形でこの指針を見直す。
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	資料25	 日米同盟にかかわる主な経緯
1951（昭和26）年
1952（昭和27）年
1958（昭和33）年
1960（昭和35）年
1968（昭和43）年
1969（昭和44）年
1972（昭和47）年
1976（昭和51）年
1978（昭和53）年
1991（平成  3）年
1996（平成  8）年

1997（平成  9）年

2020（令和  2）年

2001（平成13）年
2003（平成15）年
2006（平成18）年

2007（平成19）年
2010（平成22）年
2012（平成24）年

旧「日米安全保障条約」承認
「同条約」発効
藤山・ダレス会談（日米安保条約改定同意）

「日米安全保障条約」承認・発効
（小笠原諸島復帰）
佐藤・ニクソン会談（安保条約継続、沖縄施政権返還）

（沖縄復帰）
（日米防衛協力小委員会設置合意）
1978年の「日米防衛協力のための指針」策定

（旧ソ連の崩壊、冷戦の終結）
「日米安全保障共同宣言」（橋本・クリントン会談）
「SACO最終報告」
1997年の「日米防衛協力のための指針」策定

（米国同時多発テロ）
「世界の中の日米同盟」（小泉・ブッシュ会談）
「再編の実施のための日米ロードマップ」策定
「新世紀の日米同盟」（小泉・ブッシュ会談）
「世界とアジアのための日米同盟」（安倍・ブッシュ会談）
「かけがえのない日米同盟」（安倍・ブッシュ会談）
日米安全保障条約締結50周年

「未来に向けた共通のビジョン」（野田・オバマ会談）
2013（平成25）年

2015（平成27）年

2014（平成26）年

「日米防衛協力のための指針」見直し合意
「アジア太平洋およびこれを越えた地域の未来を形作る
日本と米国」（安倍・オバマ会談）
新「日米防衛協力のための指針」策定
日米共同ビジョン声明（安倍・オバマ会談）

2017（平成29）年
2018（平成30）年

共同声明（安倍・トランプ会談）
共同声明（安倍・トランプ会談） 
日米安全保障条約締結60周年

2021（令和  3）年

2022（令和  4）年

2023（令和  5）年

共同声明（菅・バイデン会談）

共同声明（岸田・バイデン会談）

共同声明（岸田・バイデン会談）

安保改定と新日米安保条約

78指針の策定と
拡大する日米防衛協力

冷戦の終結と
97指針の策定

米国同時多発テロ
以降の日米関係

旧日米安保条約の時代

国家安全保障戦略・国家防衛
戦略・防衛力整備計画の策定

新たな安全保障環境と
新指針の策定
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	資料26	 日米協議の実績（2019年以降）

概要・成果など
2019/1/16
米国防長官代行
との会談
／ワシントンD.C.

出席者
岩屋防衛大臣
シャナハン 
米国防長官代行

・米側は、大綱・中期防を支持するとともに、日本が大綱・中期防により、防衛体制を強化し、自らが果たし得る役割の拡
大を図っていく強い決意を示したことを歓迎。

・現在の安全保障環境について、国家間の競争が顕在化していること、また、宇宙・サイバー・電磁波といった新たな領域
における技術優位の重要性が高まっているとの認識を共有。

・防衛計画の大綱や中期防衛力整備計画、米国国家防衛戦略に基づき双方が行う取組において緊密に連携すること、また、
日米ガイドラインの下、日米同盟の抑止力・対処力の一層の強化に取り組むこと、さらには、自由で開かれたインド太平
洋というビジョンを踏まえ、他国とも連携しながら日米が基軸となって、望ましい安全保障環境の創出に取り組むことで
一致。

・下記の各点を含め、幅広い分野における協力を強化・拡大させていくことを確認。
○ 宇宙、サイバー、電磁波といった「新たな領域」における日米協力を推進していくこと。米国は、日本のシュリーバー

演習への初の参加を歓迎。
○ インド太平洋地域における日米両国のプレゼンスを高めることも勘案し、共同訓練、能力構築支援等の分野において緊

密に連携していくこと。
○ 自衛隊による米軍の警護や、米軍への物品・役務の提供等、平和安全法制及びガイドラインの下での運用面での日米協

力が進捗していることを歓迎し、より一層推進していくこと。
○ FMSに関わる諸課題の改善等が進捗していることを歓迎しつつ、FMS合理化に引き続き取り組むこと。価格の透明性

確保や精算遅延の改善、複数年度調達の実現・促進に係る取組の強化についての協力。
○ イージス・アショア、E-2D、F-35を始めとする高性能な米国製装備品の導入について、引き続き導入コストの管理を

含め、円滑かつ速やかに日本側が導入できるよう協力すること。
○日米共同研究・開発の推進を含め、防衛装備・技術協力を強化していくこと。

・北朝鮮による全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な、検証可能な、かつ不可逆的な廃棄に向け、
引き続き、国連安保理決議の完全な履行を求めていくことを確認。

・北朝鮮による「瀬取り」に対し、引き続き日米が有志国と連携して取り組むことで一致。
・日米同盟と米韓同盟に基づく抑止力は地域の安全保障に不可欠との認識を共有しつつ日米共同訓練を着実に実施すること

で一致。
・東シナ海・南シナ海について、力を背景とした一方的な現状変更の試みに反対するとともに、法の支配、航行の自由等の

定着に向けた協力の重要性を確認。
・尖閣諸島が日米安全保障条約第5条の適用範囲であること、同諸島に対する日本の施政を損なおうとするいかなる一方的

な行動にも反対することを改めて確認し、東シナ海の平和と安定のため日米が協力していくことを確認。
・普天間飛行場代替施設の建設工事に係る最近の進展を確認し、普天間飛行場の辺野古崎沖への移設が、普天間飛行場の継

続的な使用を回避するための唯一の解決策であることを確認するとともに、日本側から、沖縄をはじめとする地元の負担
軽減に向けた協力を要請し、引き続き、米軍再編計画の着実な進展や訓練移転の着実な実施のため、日米で緊密に協力し
ていくことで一致。

・米軍の安全な運用の確保の重要性を確認。
2019/4/19
日米安全保障協議
委員会

（「2＋2」）
／ワシントンD.C.

出席者
岩屋防衛大臣
河野外務大臣
シャナハン 
米国防長官代行
ポンペオ国務長官

・日米同盟が、インド太平洋地域の平和、安全及び繁栄の礎であることで一致するとともに、日米両国が共に、「自由で開か
れたインド太平洋」の実現に取り組むことで一致。

・共同訓練や寄港などを通じ、地域のパートナー国とも連携しつつ、日米が共同で地域におけるプレゼンスを高めていくこ
とを確認。

・わが国の新たな「防衛大綱」を含む日米両国の戦略的政策文書の整合性を歓迎し、宇宙、サイバー及び電磁波といった新
たな領域における能力向上を含む領域横断（クロス・ドメイン）作戦のための協力を強化していくことで一致。

・安保理決議に従って、北朝鮮の全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な、検証可能な、かつ不可逆
的な方法での放棄を実現すべく取り組むことで一致するとともに、「瀬取り」への対処を含む国連安保理決議の完全な履行
に関し、他のパートナー国とも連携して日米で引き続き協力していくことを確認。

・地域における米軍の態勢が強固であり続けることを再確認するとともに、地域における抑止力や安全の確保について対話
を深め、今後も日米、日米韓で緊密に連携していくことで一致。

・北朝鮮に対し、日本人拉致問題を即時に解決するよう求めることで一致。
・インド太平洋地域の安全保障環境について、東シナ海及び南シナ海における現状を変更しようとする一方的かつ威圧的な

試みに関し、深刻な懸念及び強い反対の意を表明。
・東シナ海の平和と安定の確保のために協働する決意を再確認するとともに、日米安全保障条約第5条が尖閣諸島に適用さ

れること及び両国は同諸島に対する日本の施政を損なおうとするいかなる一方的な行動にも反対することを再確認。
・宇宙関連能力に係る協力を深めることを確認し、日本によるディープ・スペース・レーダーの開発や日本の準天頂衛星へ

の米国の宇宙状況監視（SSA）ペイロードの搭載を通じたSSA能力向上のための協力を促進していくことで一致。
・サイバー分野における協力を強化していくことで一致し、国際法がサイバー空間に適用されるとともに、一定の場合には、

サイバー攻撃が日米安保条約第5条にいう武力攻撃に当たり得ることを確認。
・日米同盟の抑止力・対処力を高めるため、効率的かつ効果的な防衛力整備を進めることが重要であることを確認し、高性

能の装備品の日本への導入を進めるとともに、FMS調達の合理化を更に進めるために協力していくことで一致。
・情報保全の重要性を確認するとともに、任務保証に必要となる、防衛産業基盤、政府ネットワーク及び重要インフラに対

する脅威に留意しつつ、一層のサプライチェーン・セキュリティの必要性につき一致。
・日米同盟の即応性を高めるため、相互のアセット防護、後方支援、共同ISRといった運用面における協力を更に深化させ

ることで一致。
・日米同盟の抑止力を維持しつつ、沖縄を始めとする地元の負担軽減を図る観点から、在日米軍再編を着実に推進すること

で一致。
・普天間飛行場代替施設（FRF）の建設にかかる意義のある進展を歓迎しつつ、普天間飛行場の固定化を避けるためには、

辺野古への移設が唯一の解決策であることを改めて確認。
・河野外務大臣から、こうした米軍再編を着実に実施しつつ、米軍の運用や地位協定をめぐる課題について、一つ一つ前に

進めることを含め、地域住民の負担を軽減していくことが重要である旨を米側に伝達。
・岩屋防衛大臣からは、外来機の騒音を含め、米軍の運用が地元に与える影響が最小限となるよう米側に要請。
・日本側から、事件・事故の防止についても米側に要請。
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概要・成果など
2019/4/19
米国防長官代行
との会談
／ワシントンD.C.

出席者
岩屋防衛大臣
シャナハン 
米国防長官代行

・日米「2＋2」が成功裏に開催されたことを歓迎するとともに、今後とも、日米両国の国防当局間で緊密に連携して日米同
盟強化に取り組むことを確認。

・北朝鮮による全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な、検証可能な、かつ不可逆的な廃棄に向け、
引き続き、国連安保理決議の完全な履行を確保することの重要性を確認。

・北朝鮮による「瀬取り」に対し、引き続き日米が有志国と連携して取り組むことで一致。
・日米同盟と米韓同盟に基づく抑止力の重要性について確認するとともに、日米共同訓練を着実に実施することで一致。
・日米防衛協力について、領域横断作戦のための日米協力を推進することで一致し、宇宙・サイバー・電磁波領域における

協力をより一層進展させることを確認。
・FMS調達の合理化に引き続き取り組むことを確認するとともに、日米共同研究・開発を推進し、防衛装備・技術協力を強

化していくことで一致。
・米軍再編計画の着実な進展のため、日米で緊密に協力していくことで一致。

2019/6/4
岩屋防衛大臣と
シャナハン米国
防長官代行との
会談／東京

出席者
岩屋防衛大臣
シャナハン 
米国防長官代行

・両国の戦略文書に基づき双方が行う取組について、日米「2＋2」会合で確認された方針に沿って緊密に連携することを確認。
・宇宙、サイバー、電磁波といった新たな領域について、日米連携の深化をスピード感をもって進める必要性を確認すると

ともに、領域横断作戦のための日米協力を推進していくことを確認。
・米国の「インド太平洋戦略レポート」を歓迎。同レポートで示された、自由で開かれたインド太平洋を維持・強化するた

めの米国の取組との連携強化について一致し、多様なパートナーと協力していくことの重要性を確認。
・先のシャングリラ会合での議論等を踏まえて地域情勢等について議論。
・北朝鮮による全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な、検証可能な、かつ不可逆的な廃棄に向け、

引き続き、国連安保理決議の完全な履行を確保することの重要性を確認しつつ、今後も日米、日米韓で緊密に連携してい
くことを確認。

・米軍再編計画の着実な進展のため、日米で緊密に協力していくことで一致。
2019/8/7
日米防衛相会談
／東京

出席者
岩屋防衛大臣
エスパー 
米国防長官

・北朝鮮による全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な、検証可能な、かつ不可逆的な廃棄に向け、
引き続き、国連安保理決議の完全な履行を確保することの重要性を確認。

・北朝鮮による「瀬取り」に対し、引き続き日米が関係国と連携して取り組むことで一致。
・在韓米軍を含む地域の米軍の抑止力の重要性を確認。
・東シナ海・南シナ海について、力を背景とした一方的な現状変更の試みに反対するとともに、法の支配、航行の自由等の

定着に向けた協力の重要性を確認。
・尖閣諸島が日米安全保障条約第5条の適用範囲であること、同諸島に対する日本の施政を損なおうとするいかなる一方的

な行動にも反対することを改めて確認し、東シナ海の平和と安定のため日米が協力していくことを確認。
・両国の戦略文書に基づき双方が行う取組について緊密に連携すること、日米同盟の抑止力・対処力の一層の強化に取り組

むことで一致。
・自由で開かれたインド太平洋を維持・強化するため、日米が基軸となって、共同訓練や能力構築支援の実施を含め、多様

なパートナーと協力していくことの重要性を確認。
・FMS調達の合理化に引き続き取り組むことを確認。
・普天間飛行場の辺野古への移設が、普天間飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であることを確認。
・日本側から沖縄をはじめとする地元の負担軽減に向けた協力を要請し、米軍再編計画の着実な進展のため、日米で緊密に

協力していくことで一致。
・日本側から、米軍の運用が地元に与える影響が最小限となるよう要請し、米軍の安全な運用の確保の重要性を確認。

2019/11/18
日米防衛相会談
／タイ

出席者
河野防衛大臣
エスパー 
米国防長官

・北朝鮮による弾道ミサイルの発射が地域の安全保障にとって重大な脅威となることを確認。
・北朝鮮による全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な、検証可能な、かつ不可逆的な廃棄に向け、

引き続き、国連安保理決議の完全な履行を確保することの重要性を確認。
・東シナ海・南シナ海について、力を背景とした一方的な現状変更の試みに反対するとともに、法の支配、航行の自由等の

定着に向けた協力の重要性を確認。
・両国の戦略を具体化するため、引き続き日米間で緊密に連携して新たな領域における協力の推進を含め、日米同盟の抑止

力・対処力の一層の強化に取り組むことで一致。
・自由で開かれたインド太平洋を維持・強化するため、日米が基軸となって、共同訓練や能力構築支援の実施を含め、多様

なパートナーと協力していくことの重要性を確認。
・FMS調達の合理化に引き続き取り組むことを確認。
・在日米軍の即応性維持の重要性を確認するとともに、その即応性維持のためにも地元の理解と協力が不可欠であるとの認

識の下、引き続き日米で協力していくことで一致。
・普天間飛行場の辺野古への移設が、普天間飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であることを確認。
・日本側から沖縄をはじめとする地元の負担軽減に向けた協力を要請し、米軍再編計画の着実な進展のため、日米で緊密に

協力していくことで一致。
・日本側から、米軍の運用が地元に与える影響が最小限となるよう要請し、米軍の安全な運用の確保の重要性を確認。

2020/1/14
日米防衛相会談
／ワシントンD.C.

出席者
河野防衛大臣
エスパー 
米国防長官

・中東地域の情勢について意見交換。
・日本側からは中東地域が緊迫の度を高めていくことを深く憂慮している旨述べ、事態のさらなるエスカレーションを避け

るべきという点で一致。
・閣議決定した中東地域への自衛隊派遣について説明。
・北朝鮮のたび重なる弾道ミサイルの発射は、我が国のみならず、国際社会に対する深刻な挑戦であることを確認。
・北朝鮮による全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイルの完全な、検証可能な、かつ不可逆的な廃棄に向け、

引き続き、国連安保理決議の完全な履行を確保することの重要性を確認。
・北朝鮮による「瀬取り」に対し、引き続き日米が関係国と連携して取り組むことで一致。
・東シナ海・南シナ海について、力を背景とした一方的な現状変更の試みに反対するとともに、法の支配、航行の自由の定

着等に向けた協力の重要性を確認。
・日米安全保障条約署名から60周年を迎える現在において、日米同盟が最も強固な関係にあることを歓迎。
・両国の戦略を具体化するため、引き続き日米間で緊密に連携し、日米同盟の抑止力・対処力の一層の強化に取り組むこと

で一致。
・自由で開かれたインド太平洋を維持・強化するため、日米が基軸となって、共同訓練や能力構築支援の実施を含め、多様

なパートナーと協力していくことの重要性を確認。
・恒常的な空母艦載機着陸訓練（FCLP）の候補地となっている馬毛島について、日本政府による土地の取得に関する最近

の進展を歓迎するとともに、引き続き、米軍再編計画の着実な進展のため、日米で緊密に協力していくことで一致。
・普天間飛行場の辺野古への移設が、普天間飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であることを確認。
・日本側から、沖縄をはじめとする地元の負担軽減に向けた協力を要請。
・PFOS等への対応についても日米間の協力に関する議論を行い、包括的に検討を進めていくことで一致。
・在日米軍の即応性維持の重要性を確認するとともに、その即応性維持のためにも地元の理解と協力が不可欠であるとの認

識の下、引き続き日米で協力していくことで一致。
・米軍の安全な運用の確保の重要性を確認。
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概要・成果など
2020/8/29
日米防衛相会談
／グアム

出席者
河野防衛大臣
エスパー 
米国防長官

・東シナ海・南シナ海について、力を背景とした一方的な現状変更の試みに反対するとともに、法の支配、航行の自由の定
着等に向けた協力の重要性を確認。

・東シナ海の平和と安定の確保のため、より緊密に協働していくことで一致し、日米安全保障条約第５条が尖閣諸島に適用
されること、及び両国は同諸島に対する日本の施政を損なおうとするいかなる一方的な行動にも反対することを再確認。

・自由で開かれたインド太平洋を維持・強化するため、日米が基軸となって、共同訓練や能力構築支援の実施などを通じ、
多様なパートナーと協力を強化していくことの重要性を確認。

・北朝鮮問題を巡る直近の状況について意見交換を行うとともに、北朝鮮のたび重なる弾道ミサイルの発射は、国連安保理
決議違反であり、我が国のみならず、国際社会に対する深刻な挑戦であることを確認。

・北朝鮮による全ての大量破壊兵器及びあらゆる射程の弾道ミサイル計画の完全な、検証可能な、かつ不可逆的な廃棄に向
け、引き続き、国連安保理決議の完全な履行を確保することの重要性を確認。

・北朝鮮による「瀬取り」に対し、引き続き日米が有志国と連携して取り組むことで一致。
・ポストコロナの時代も見据え、強固な日米同盟関係を基盤として日米両国がアジア太平洋地域の平和と繁栄により一層大

きな役割を果たしていくことを確認。
・整合する両国の戦略を具体化するため、引き続き日米間で緊密に連携し、日米同盟の抑止力・対処力の一層の強化に取り

組むことで一致。
・上記の一環として、周辺国における軍事活動の活発化や軍事技術の進展も踏まえ、総合ミサイル防空能力やISR能力を強

化していく必要性について一致。
・グアム移転事業の進捗を確認し、その着実な進展を歓迎。
・普天間飛行場の辺野古への移設が、普天間飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であることを確認。
・新型コロナウイルス感染症の拡大防止及びその影響を緩和するべく、日米で緊密に連携していくことを確認。
・在日米軍の即応性維持の重要性を確認するとともに、その即応性維持のためにも地元の理解と協力が不可欠であるとの認

識の下、引き続き日米で協力していくことで一致。
2021/3/16
日米安全保障協議
委員会（「2＋2」）
／東京

出席者
岸防衛大臣
茂木外務大臣
オースティン 
米国防長官
ブリンケン 
米国務長官

・日米同盟がインド太平洋地域の平和、安全及び繁栄の礎であり続けることを確認した上で、両国の日米同盟への揺るぎな
いコミットメントを新たにした。また、拡大する地政学的な競争や新型コロナウイルス、気候変動、民主主義の再活性化
といった課題の中で、四閣僚は、自由で開かれたインド太平洋とルールに基づく国際秩序を推進していくことで一致。

・厳しい安全保障環境を踏まえ、日米同盟の抑止力・対処力の強化に向けた連携をより一層深めることで一致。また、日本
は、国防及び同盟の強化に向け、自らの能力を向上させる決意を表明し、米国は、核を含むあらゆる種類の米国の能力に
よる日本の防衛に対する揺るぎないコミットメントを強調。

・「2＋2」の議論や共同発表を踏まえ、同盟の強化に向けた具体的な作業を進めることを担当部局に指示。また、その成果
を確認するべく、年内に日米安全保障協議委員会を改めて開催することで一致。

・中国による、既存の国際秩序と合致しない行動は、日米同盟及び国際社会に対する政治的、経済的、軍事的及び技術的な
課題を提起しているとの認識で一致。また、ルールに基づく国際体制を損なう、地域の他者に対する威圧や安定を損なう
行動に反対することを確認。

・東シナ海及び南シナ海を含め、現状変更を試みるいかなる一方的な行動にも反対するとともに、中国による海警法に関す
る深刻な懸念を表明。また、日本側から、日本の領土をあらゆる手段で守る決意を表明。尖閣諸島に対する日米安保条約
第5条の適用を再確認するとともに、同諸島に対する日本の施政を損なおうとする一方的な行動に引き続き反対すること
を確認。

・南シナ海における、中国の不法な海洋権益に関する主張及び活動への反対を改めて表明。
・台湾海峡の平和と安定の重要性を強調。また、香港及び新疆ウイグル自治区の人権状況について深刻な懸念を共有。
・北朝鮮の完全な非核化の実現に向けて、国連安保理決議の完全な履行の重要性を確認し、日米及び日米韓3か国で引き続

き協力していくことで一致。拉致問題の即時解決の必要性についても確認。
・日米豪印を通じた協力を確認。また、ASEANの中心性及び一体性並びに「インド太平洋に関するASEANアウトルック」

への強固な支持を確認しつつ、ASEANと協働することを誓約。
・一層深刻化する地域の安全保障環境を認識した上で、役割・任務・能力に関する協議を通じ、日米同盟の抑止力・対処力

の強化に向けた連携をより深めることで一致。
・米国で各種政策レビューが行われる中、日米の戦略・政策を緊密にすり合わせていくことで一致。
・全ての領域を横断する防衛協力を深化させ、拡大抑止を強化することで一致。また、宇宙及びサイバーに関する協力の重

要性並びに情報保全を更に強化していくことを強調。
・同盟の運用の即応性・抑止態勢を維持し、将来的な課題に対処するため、実践的な二国間及び多国間の演習及び訓練の必

要性を改めて表明。
・日米同盟の抑止力を維持しつつ、沖縄を始めとする地元の負担軽減を図る観点から、在日米軍再編を着実に推進すること

で一致。
・米軍再編の取組に係る進展を歓迎するとともに、地元への影響を軽減しつつ、運用の即応性及び持続可能なプレゼンスを

維持できるように現在の取決めを実施していくことに対するコミットメントを再確認。
・普天間飛行場代替施設をキャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に建設する計画が、普天間飛行場の継

続的な使用を回避するための唯一の解決策であり、早期完了に取り組むことを再確認。
・在日米軍駐留経費負担につき、現行の特別協定を1年延長する改正に合意したことを受け、双方の交渉官に、双方が裨益

する新たな複数年度の合意に向けて取り組むことを指示。
・日本側から、米軍再編を着実に進める重要性を強調し、在日米軍の地元への影響に最大限配慮した安全な運用や事件・事

故での円滑な対応等について要請。
・日本側から、東日本大震災における米側の支援に対して改めて謝意を表した上で、四閣僚は、犠牲者を追悼し、日米同盟

の協力の精神を再確認。
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概要・成果など
2021/3/16
日米防衛相会談
／東京

出席者
岸防衛大臣
オースティン 
米国防長官

・急激に厳しさを増す安全保障環境の中、日米同盟が地域の平和と安定にとってこれまでになく重要であることを確認。
・自由で開かれたインド太平洋を維持・強化するため、日米が基軸となって取り組んでいくことを確認。
・日本側から、日本の防衛に対する断固たる決意を述べるとともに、地域の平和と安定のために日本が積極的に役割を果た

していく考えを述べた。米側から、これを歓迎するとともに、米国による日本の防衛に対するコミットメントが揺るぎな
いことを確認。

・日米同盟の抑止力・対処力の一層の強化に取り組むことで一致。
・中国による、既存の国際秩序と整合的でない行動が、同盟及び国際社会に対して課題となっている中、防衛当局としてと

るべき対応について協議していくことで一致。
・日本側から、国際法との整合性に問題のある規定を含む中国海警法により、東シナ海や南シナ海などの海域において緊張

を高めることになることは断じて受け入れられない旨を述べ、両閣僚は深刻な懸念を表明。また、両閣僚は、台湾海峡の
平和と安定の重要性について認識を共有。

・北朝鮮の完全な非核化に向けたコミットメントを再確認するとともに、北朝鮮に対して国連安保理決議の下での義務に従
うことを求めた。また、北朝鮮関連船舶による違法な「瀬取り」対策に関し、引き続き日米が有志国と連携して取り組む
ことで一致。

・自由で開かれたインド太平洋を維持・強化するため、地域内外の多様なパートナーとの協力を強化していくことの重要性
を確認。

・双方の戦略を緊密な協議を通じて擦り合わせ、宇宙・サイバー領域を含む全ての領域において、協力を深めていくことで
一致。

・同盟の抑止力・対処力を高めるためには、自衛隊と在日米軍の双方が、日米共同訓練を含む各種の高度な訓練の実施等を
通じ、即応性を強化していくことが重要であることで一致。

・米国による「世界的な戦力態勢見直し（ＧＰＲ）」に関し、今後緊密に調整していくことを確認。
・普天間飛行場の辺野古移設及び馬毛島の施設整備を含む米軍再編計画のこれまでの取組を歓迎するとともに、今後の着実

な進展のため、引き続き日米で緊密に協力していくことで一致。
・普天間飛行場の辺野古への移設が、普天間飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であることを再確認し、

これを進めていくことで一致。
・在日米軍の安定的な駐留と日々の活動には、地域社会の理解と協力が不可欠であること、また、米軍の安全かつ環境に配

慮した運用の確保が重要であることを確認。
2021/4/16
日米首脳会談
／ワシントンD.C.

出席者
菅内閣総理大臣
バイデン 
米大統領

・自由、民主主義、人権、法の支配等の普遍的価値を共有し、インド太平洋地域の平和と繁栄の礎である日米同盟をより一
層強化していくことで一致。

・「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けて、日米両国が、豪州やインド、ASEANといった同志国等と連携しつつ、
結束を固め、協力を強化していくことを確認。

・東シナ海や南シナ海における一方的な現状変更の試みや、威圧に反対することで一致するとともに、こうした問題に対処
する観点から、中国との率直な対話の必要性が指摘されるとともに、普遍的価値を擁護しつつ、国際関係における安定を
追求していくことで一致。

・北朝鮮の完全な非核化へのコミットメントを再確認し、北朝鮮に対して国連安保理決議の下での義務に従うことを求める
ことで一致。

・ミャンマー国軍・警察の実力行使により多数の民間人が死傷している状況を強く非難し、民間人に対する暴力の即時停止、被
拘束者の解放、民主的な政治体制の早期回復をミャンマー国軍に対し日米で連携しながら強く求めていく方針を改めて確認。

・一層深刻化する地域の安全保障環境を踏まえ、両首脳は、日米同盟の抑止力・対処力を強化していくことで一致。
・沖縄を始めとする地元の負担軽減を図る観点から、普天間飛行場の固定化を避けるための唯一の解決策である辺野古への

移設を含め、在日米軍再編を着実に推進することで一致。
・日米間の緊密な経済関係を更に発展させていくことで一致するとともに、インド太平洋地域やグローバルな経済における

日米協力の重要性を確認し、両首脳は、こうした議論を踏まえて、日米首脳共同声明「新たな時代における日米グローバ
ル・パートナーシップ」を発出することで一致。

・両国が「より良い回復」をリードしていく観点から、「日米競争力・強靱性（コア）パートナーシップ」に合意し、日米共
通の優先分野であるデジタルや科学技術の分野における競争力とイノベーションの推進、コロナ対策、グリーン成長・気
候変動などの分野での協力を推進していくことで一致。

・気候変動については、米国主催の気候サミットを始め、COP26及びその先に向け、日米で世界の脱炭素化をリードして
いくことを確認。
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概要・成果など
2022/1/7
日米安全保障協
議委員会（「2＋2」）
／テレビ会議

出席者
岸防衛大臣
林外務大臣
オースティン 
米国防長官
ブリンケン 
米国務長官

・日米は、自由で開かれたインド太平洋へのコミットメント、地域の平和、安全及び繁栄の礎としての日米同盟の重要な役割
を確認。日米が一体となって新たな安全保障上の課題に対応するため、同盟の能力を継続的に前進させることにつき一致。

・日本側は、自国の防衛を強固なものとし、地域の平和と安定に貢献するため、防衛力を抜本的に強化する旨述べ、米側は、
これを歓迎するとともに、インド太平洋における態勢及び能力を最適化させていくとの決意を表明。

・米国は、核を含むあらゆる種類の能力を用いた対日防衛義務への揺るぎないコミットメントを表明し、日米安保条約第5
条が尖閣諸島に適用されることを改めて確認。日米は、拡大抑止が信頼でき、強靱なものであることを確保する決定的な
重要性を確認。

・日米は、尖閣諸島に対する日本の施政を損なおうとする、いかなる一方的な行動にも引き続き日米が結束して反対するこ
と、南シナ海における、中国の不法な海洋権益に関する主張、軍事化及び威圧的な活動への強い反対、地域における安定
を損なう行動をともに抑止し、必要であれば対処することについて一致。

・日米は、新疆ウイグル自治区及び香港の人権問題について、深刻な、かつ継続する懸念を表明。
・台湾に関し、日米は台湾海峡の平和と安定の重要性を強調し、両岸問題の平和的解決を促した。
・北朝鮮について、日米は北朝鮮の完全な非核化へのコミットメントを再確認し、核・ミサイル開発の進展への強い懸念を

表明。
・同志国との協力について、日米は2021年9月の日米豪印首脳会合において確認した自由で開かれたルールに基づく秩序

の推進へのコミットメントを改めて確認したほか、豪州、欧州、韓国、ASEAN等との連携及び協力の強化の重要性に関
して一致。

・日米は、ウクライナ情勢を含む共通の関心事項について意見交換を行い、ウクライナの主権及び領土一体性への一貫した
支持を改めて表明。

・日米は、情報保全の一層の強化、宇宙・サイバー分野での協力深化、新興技術を取り込む技術協力の推進など、日米同盟
の優位性を将来にわたって維持するための継続的な努力を精力的に進め、将来を見越した同盟の能力強化のための投資を
行っていくことの重要性について一致。

・日米は、両国の戦略及び政策をすり合わせるために引き続き緊密に連携することを確認。
・日米は、役割・任務・能力の進化及び共同計画作業に関する力強い進展を歓迎。
・日米は、領域横断的な能力の強化の重要性を強調。宇宙及びサイバーにおける安全保障協力の更なる強化を確認。
・日米は、共同研究・開発・生産等に関する枠組み交換公文に基づき、新興技術での協力を進展させることを確認。
・日米は、日米同盟の抑止力を維持しつつ、沖縄を始めとする地元の負担軽減を図る観点から、在日米軍再編を着実に推進

することの重要性について一致。
・日米は、普天間飛行場代替施設をキャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に建設する計画が、普天間飛

行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であるとして、その推進にコミット。
・日米は、沖縄統合計画に基づく嘉手納以南の土地返還の取組及び2024年に開始される約4,000人の米海兵隊の要員の沖

縄からグアムへの移転を含む、在日米軍再編に係る二国間の取組を加速化させる重要性を確認。
・日本から、在日米軍による地元への影響に最大限配慮した安全な運用、早期の通報を含む事件事故での適切な対応、

PFOS等をめぐる課題について協力を要請し、日米は、引き続き緊密に連携することを確認。
・日米は、同盟の即応性と抗たん性を高める、新たな在日米軍駐留経費負担（「同盟強靱化予算」）に係る実質合意及び特別

協定への署名を歓迎。
2022/1/21
日米首脳会談
／テレビ会議

出席者
岸田内閣総理大臣
バイデン 
米大統領

・「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向け、強固な日米同盟の下、日米両国が緊密に連携していくとともに、豪州、イ
ンド、ASEAN、欧州等の同志国との協力を深化させることで一致。

・東シナ海や南シナ海における一方的な現状変更の試みや経済的威圧に反対するとともに、中国をめぐる諸課題への対応に
当たり日米両国で緊密に連携していくことで一致。

・台湾海峡の平和と安定の重要性を強調するとともに、両岸関係の平和的解決を促した。
・香港情勢や新疆ウイグル自治区の人権状況について深刻な懸念を共有。
・弾道ミサイル発射を始めとした北朝鮮による核・ミサイル活動は、日本、地域及び国際社会の平和と安定を脅かすもので

あるとの共通認識のもと、安保理決議に沿った北朝鮮の完全な非核化に向け、引き続き日米・日米韓で緊密に連携してい
くことで一致。

・ウクライナ情勢について、引き続き日米で連携していくことで一致するとともに、ロシアによるウクライナへの侵攻を抑
止するために共に緊密に取り組むことにコミット。

・2022年1月7日の日米「2＋2」の共同発表を支持するとともに、地域の安全保障環境が一層厳しさを増す中、日米同盟
の抑止力・対処力を一層強化することで一致。

・米側より、日米安保条約第5条の尖閣諸島への適用を含む、ゆるぎない対日防衛コミットメント及び拡大抑止について力
強い発信。

・宇宙・サイバー、情報保全、先進技術等に関する協力を進めていくことを確認。
・在日米軍施設・区域及びその周辺における日米の取組の調整を含め、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のために引き

続き緊密に協力することで一致。
・閣僚レベルの日米経済政策協議委員会（経済版「2＋2」）の立ち上げに合意するとともに、「日米競争力・強靱性（コア）

パートナーシップ」等に基づき、日米間の経済協力及び相互交流を拡大・深化させていくことで一致。
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概要・成果など
2022/5/4
日米防衛相会談
／ワシントンD.C.

出席者
岸防衛大臣
オースティン
米国防長官

・ロシアによるウクライナ侵略は、力による一方的な現状変更であるとともに、国際秩序に対する深刻な挑戦であり断じて
容認できないとして、これを厳しく非難。日米が連携し、ウクライナに対しできる限りの支援を継続していくことを確認。

・米側は、ウクライナへの支援において日本が発揮しているリーダーシップに謝意を表明。日本側は、インド太平洋地域と
欧州の安全保障は区別して考えることができない、欧州の安全保障へのコミットメントを強化していく旨発言。

・自由で開かれたインド太平洋へのコミットメントを再確認。
・東シナ海・南シナ海における威圧的な行動など、インド太平洋地域における中国の最近の行動について議論。インド太平

洋地域における力による一方的な現状変更を許容せず、これを抑止し、必要であれば対処するために連携を強化していく
ことを確認。

・米側は、尖閣諸島は日本の施政下にある領域であり、日米安全保障条約第5条が尖閣諸島に適用されること、尖閣諸島の
現状変更を試みる、または、日本の施政を損なおうとするいかなる一方的な行動にも反対する旨を表明。

・双方は、台湾海峡の平和と安定の重要性を改めて強調。
・北朝鮮による度重なる弾道ミサイル発射や核開発等は、地域と国際社会の平和と安定に対する深刻な脅威であり、断じて

容認できないとの認識で一致。北朝鮮の挑発行動に対して、日米、日米韓で緊密に連携していくことを確認。
・豪州、インド、東南アジア、太平洋島嶼国及び欧州諸国といった地域内外のパートナー国との防衛協力を強化していくこ

とで一致。
・日米同盟の抑止力・対処力の強化に向けた取組を速やかに具体化していくことで一致。
・日本側は、国家安全保障戦略等の策定を通じた、日本の防衛力の抜本的強化に対する断固たる決意を述べ、米側は、これ

を歓迎する旨発言。双方の戦略を緊密な協議を通じて擦り合わせていくことを確認。
・米側は、日本に対する核を含めた米国の拡大抑止のコミットメントは揺るぎないものである旨発言。日本側は、現下の国

際情勢において核抑止が信頼でき、強靱なものであり続けるためのあらゆるレベルでの二国間の取組が従来にも増して重
要である旨発言し、双方で認識を共有。

・日米防衛協力の基盤である情報保全・サイバーセキュリティの重要性を確認するとともに、その強化に取り組んでいくこ
とで一致。

・同盟の技術的優位性を確保するため、極超音速技術に対抗するための技術を含め、装備・技術分野での協力をさらに深化
させることで一致。

・普天間飛行場の辺野古移設及び馬毛島の施設整備を含む米軍再編計画のこれまでの取組を歓迎するとともに、今後の着実
な進展のため、引き続き日米で緊密に協力していくことで一致。

・日米双方が引き続き緊密に連携し、本年、本土復帰50周年を迎える沖縄の負担軽減について、協力を一層加速させていく
ことの重要性を共有。

2022/5/23
日米首脳会談
／東京

出席者
岸田内閣総理大臣
バイデン
米大統領

・日本側から、今回の訪日は、米国がいかなる状況にあってもインド太平洋地域にコミットし続けることを示すものであり、
心から歓迎する旨述べ、米側から、今回の訪日を通じて、米国のインド太平洋地域への揺るぎないコミットメントを示し
ていきたい旨発言。

・ロシアによるウクライナ侵略が国際秩序の根幹を揺るがす中、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序を断固として守
り抜く必要性を改めて確認。その上で、インド太平洋地域こそがグローバルな平和、安全及び繁栄にとって極めて重要で
あるとの認識の下、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向け、日米が国際社会を主導していくことで一致。

・ロシアによるウクライナ侵略について、引き続きG7を始めとする国際社会と緊密に連携しながら、対露制裁措置を講じ
つつウクライナ支援を進めていくことを改めて確認。国際社会の連帯強化に向けた連携で一致。

・今回の侵略のような力による一方的な現状変更の試みをいかなる地域においても許してはならず、その試みには重大なコ
ストが伴うことを明確に示していくことが重要との認識で一致。

・ウクライナ情勢がインド太平洋地域に及ぼし得る影響について議論し、最近の中露両国による共同軍事演習等の動向を注
視していくことで一致。東シナ海や南シナ海における力による一方的な現状変更の試みや経済的威圧に強く反対し、香港
情勢や新疆ウイグル自治区の人権状況を深刻に懸念するとともに、中国をめぐる諸課題への対応に当たり、引き続き日米
で緊密に連携していくことで一致。

・台湾に関する両国の基本的な立場に変更はないことを確認し、国際社会の安全と繁栄に不可欠な要素である台湾海峡の平
和と安定の重要性を強調するとともに、両岸問題の平和的解決を促した。

・ICBM級弾道ミサイルの発射を始めとする北朝鮮による核・ミサイル開発活動を非難。安保理決議に沿った朝鮮半島の完
全な非核化へのコミットメントを再確認し、北朝鮮に対してこれらの決議の下での義務に従うことを求めた。安全保障協
力を含む日米韓の三か国協力を一層強化していくことで一致。

・日本側から、バイデン大統領が拉致被害者の御家族と面会することに謝意を伝えつつ、拉致問題の即時解決に向けた全面
的な理解と協力を改めて求め、バイデン大統領から、一層の支持を得た。

・日米同盟の抑止力・対処力を早急に強化していくことで一致。米側から、日本の防衛へのコミットメントが改めて表明さ
れ、今後も拡大抑止が揺るぎないものであり続けることを確保するため、日米間で一層緊密な意思疎通を行っていくこと
で一致。

・尖閣諸島に対する日本の長きにわたる施政を損なおうとするいかなる一方的な行動にも反対することを改めて表明。
・日本側から、日本の防衛力を抜本的に強化し、その裏付けとなる防衛費の相当な増額を確保する決意を表明し、米側から、

強い支持を得た。
2022/6/27
日米首脳会談
／エルマウ

出席者
岸田内閣総理大臣
バイデン
米大統領

・日本側から、5月のバイデン大統領の訪日の意義に言及した上で、両首脳は、日米同盟の更なる強化及び「自由で開かれ
たインド太平洋」の実現に向け、引き続き緊密に連携していくことを確認。

・両首脳は、7月に開催予定の閣僚級の日米経済政策協議委員会（経済版「2＋2」）の成功に向け協力していくことで一致。
・両首脳は、ロシアによるウクライナ侵略に対し、引き続き緊密に連携していくことを確認。この関連で、両首脳は、プラ

イスキャップ等石油価格高騰への対応についても議論。
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概要・成果など
2022/9/14
日米防衛相会談
／ワシントン
D.C.

出席者
浜田防衛大臣
オースティン
米国防長官

・両閣僚は、日米同盟を取り巻く厳しい安全保障環境について幅広く意見交換。
・両閣僚は、我が国のEEZ内への着弾を含む、先月上旬の中国による弾道ミサイルの発射について、日本の安全保障及び国

民の安全に関わる重大な問題として強く非難。両閣僚は、改めて台湾海峡の平和と安定の重要性を確認するとともに、両
岸問題の平和的解決を促すことで一致。また、両閣僚は、インド太平洋地域における力による一方的な現状変更を許容し
ないこと、そのために緊密かつ隙のない連携を図っていくことを確認。

・両閣僚は、ロシアによるウクライナ侵略は、国際秩序の根幹を揺るがす暴挙であり、引き続き、日米が連携し、ウクライ
ナへの支援を継続していくことを確認。

・また、両閣僚は、北朝鮮の核・ミサイル問題に関し、先月のミサイル警戒演習「パシフィック・ドラゴン」における日米
韓共同訓練の実施を歓迎し、北朝鮮の挑発行為に対して一致して迅速に対応できるよう、日米、日米韓の連携をさらに緊
密なものにしていくことを確認。

・両閣僚は、自由で開かれたインド太平洋を維持・強化するため、地域内外のパートナー国との協力を強化していくことで
一致。

・日本側は、新たな国家安全保障戦略等の策定において、いわゆる「反撃能力」を含めたあらゆる選択肢を検討し、日本の
防衛力の抜本的強化を実現するとの決意を表明。さらに、日本側は、その裏付けとなる防衛予算の相当な増額に取り組ん
でいることを述べた。米側は、これらの取組に対する強い支持を表明。両閣僚は、双方の戦略の方向性が一致しているこ
とを確認し、同盟の強化に向け、さらに緊密に擦り合わせていくことで一致。

・米側は、日本に対する核を含めた米国の拡大抑止のコミットメントは揺るぎないものである旨を改めて発言。両閣僚は、
核を含めた米国の拡大抑止が信頼でき、強靱なものであり続けるための取組について、閣僚レベルでも議論を深めていく
ことを確認。

・両閣僚は、情報収集、警戒監視及び偵察（ISR）能力の強化が、日米同盟の抑止力・対処力の強化にとって重要であるこ
とを確認。かかる観点から、両閣僚は、米空軍無人機MQ-9の海上自衛隊鹿屋航空基地への一時展開に向けた進捗を歓迎。
日本側は、MQ-9の一時展開は、自衛隊における無人機によるISR活動の深化に資する旨発言。両閣僚は、MQ-9を含む日
米のアセットが取得した情報を日米共同で分析することで一致。

・両閣僚は、同盟の技術的優位性を確保するための装備技術分野での協力をさらに加速していくことで一致。かかる観点か
ら、両閣僚は、極超音速技術に対抗するための技術について、共同分析の進捗を踏まえ、要素技術・構成品レベルでの日
米共同研究の検討を開始することで合意。また両閣僚は、次期戦闘機等と連携する無人機に係る協力、サプライチェーン
強化のための取組等を加速させることで一致。

・両閣僚は、情報保全・サイバーセキュリティが日米防衛協力の深化のために死活的に重要であることで一致し、日本側は、
サイバーセキュリティの抜本的強化に取り組む考えを説明。

・両閣僚は、在日米軍の安定的な駐留と日々の活動には、地域社会の理解と協力、また、米軍の安全かつ環境に配慮した運
用が重要であることを確認。また、両閣僚は、緊密な協力の下、普天間飛行場の辺野古への移設及び馬毛島の施設整備も
含め、米軍再編計画を着実に進展させていくことで一致。両閣僚は、沖縄をはじめとする地元の負担軽減について、引き
続き取り組んでいくことを確認。

2022/11/13
日米首脳会談
／プノンペン

出席者
岸田内閣総理大臣
バイデン
米大統領

・冒頭、両首脳は、ロシアによるウクライナ侵略、北朝鮮の度重なる挑発行動、東シナ海・南シナ海における力による一方
的な現状変更の試みの継続等により、我々を取り巻く安全保障環境は厳しさを増しているとの認識を共有。その上で、両
首脳は、強固な日米関係が地域及び国際社会の平和と安定に果たすべき役割は大きいとの認識を共有し、日米同盟の抑止
力・対処力の一層の強化を図るとともに、「自由で開かれたインド太平洋」の実現に向けた取組を推進し、地域及び国際社
会の平和と繁栄を確保すべく日米で協働していくことで一致。

・両首脳は、地域情勢について意見交換。
（1）両首脳は、中国をめぐる諸課題への対応に当たり、引き続き日米で緊密に連携していくことで一致。また、両首脳は、

地域の平和と安定の重要性を確認。
（2）両首脳は、北朝鮮による前例のない頻度と態様での弾道ミサイル発射は断じて容認できないことで一致した上で、国

連安保理決議に従った北朝鮮の完全な非核化に向け、引き続き日米、日米韓で緊密に連携していくことを確認。また、
岸田総理大臣から、拉致問題の解決に向けた米国の引き続きの理解と協力を求め、バイデン大統領から、全面的な支持
を得た。

（3）両首脳は、ロシアによるウクライナ侵略について、引き続きG7を始めとする同志国と結束して、強力な対露制裁及
びウクライナ支援に取り組んでいくとともに、グローバル・サウスへの働きかけを強化していくことで一致。また、両
首脳は、ロシアによる核の脅しを深刻に懸念しており、断じて受け入れられず、ましてやその使用は決してあってはな
らないことを確認。

・日本側から、日本を取り巻く安全保障環境が一段と厳しさを増す中、本年末までに新たな国家安全保障戦略を策定すべく
プロセスを進めている旨述べ、我が国の防衛力を抜本的に強化し、その裏付けとなる防衛費の相当な増額を確保する決意
を改めて示したのに対し、米側から、力強い支持を得た。

・両首脳は、IPEF及び経済版「2＋2」に係る進展を歓迎するとともに、地域の経済秩序や経済安保に対する米国の関与が
ますます重要となっているとの認識を共有し、米側から、戦略的観点を踏まえ、米国の早期のTPP復帰を改めて促した。
また、日本側から、米国による環境配慮車両への優遇措置に対する我が国の考えを伝達。

・両首脳は、2023年のG7広島サミットの成功に向けて、引き続き日米で緊密に連携していくことで一致。
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概要・成果など
2023/1/11
日米安全保障協
議委員会

（「2＋2」）
／ワシントン
D.C.

出席者
浜田防衛大臣
林外務大臣
オースティン
米国防長官
ブリンケン
米国務長官

・冒頭、米側から、両大臣の訪米を心から歓迎する、今般、日米「2＋2」を日米両国の戦略文書発表直後という時宜を得た
形で約2年ぶりに対面で開催することができたのは大変喜ばしい、安全保障環境が一層厳しさを増す中で、日米同盟の重
要性はかつてないほど高まっており、自由で開かれたインド太平洋を実現するため、米国のインド太平洋地域への揺るぎ
ないコミットメントを示していきたい旨発言。日本側から、双方の戦略文書を踏まえ、安全保障環境についての両国の認
識をすり合わせつつ、日米同盟の更なる深化について議論する絶好の機会である、日米同盟を絶えず強化することに完全
にコミットしており、両長官と緊密に連携していくことを心から楽しみにしている、戦略は策定して終わるものではなく、
今後、日米が連携してそれぞれの戦略を速やかに実行していくことが重要である旨発言。

・日米双方は、それぞれの国家安全保障戦略及び国家防衛戦略の公表を歓迎し、両者のビジョン、優先事項及び目標がかつ
てないほど整合していることを確認。

・日本側から、相当増額した防衛予算の下で、新たな能力の獲得や継戦能力の増強等を早期に行い、防衛力を強化していく
旨発言。これに対して米側から、同盟の抑止力・対処力を強化する重要な取組であり、強く支持する旨発言。

・米側は、核を含むあらゆる種類の米国の能力を用いた日米安全保障条約の下での日本の防衛に対する揺るぎないコミット
メントを再確認するとともに、日米安全保障条約第5条が尖閣諸島に適用されることを改めて確認。

・日本側から、日本は平和で安定した国際環境を能動的に創出すべく、外交・安全保障上の役割を強化し、法の支配に基づ
く自由で開かれた国際秩序を強化していく旨発言した上で、日米双方は、下記のとおり情勢認識のすりあわせを行った。

・日米双方は、自らの利益のために国際秩序を作り変えることを目指す中国の外交政策に基づく行動は同盟及び国際社会全
体にとっての深刻な懸念であり、インド太平洋地域及び国際社会全体における最大の戦略的挑戦であるとの見解で一致。

・また、米側は、尖閣諸島に対する日本の長きにわたる施政を損なおうとする行為を通じたものを含む、中国による東シナ
海における力による一方的な現状変更の試みが強まっていることに強い反対の意を改めて表明。

・日米双方は、台湾に関する両国の基本的な立場に変更はないことを認識するとともに、国際社会の安全と繁栄に不可欠な
要素である台湾海峡の平和と安定の維持の重要性を改めて表明し、両岸問題の平和的解決を促した。

・日米双方は、北朝鮮による昨年来の、前例のない数の不法かつ無謀な弾道ミサイルの発射を強く非難。日本側から、戦術
核の大量生産の方針等を明らかにしている北朝鮮が核実験に踏み切れば、過去6回の核実験とは一線を画すものである旨
発言。また、拉致問題について、米側から引き続き全面的な支援を得た。

・日米双方は、ロシアによるウクライナに対する残虐でいわれのない不当な戦争を強く非難。日本側から、欧州とインド太
平洋地域の安全保障は相互に不可分と言えるものであり、本年のG7議長国として、ロシアへの対応及びウクライナ支援
に向けた議論をリードしていく旨発言。

・日本側から、日米双方の戦略は、抑止力を強化するため、自らの防衛力を抜本的に強化し、そのための投資も増加させる
こと、そして同盟国や同志国等との連携強化を目指すといった点において、軌を一にしている旨発言した上で、そのよう
な戦略の下、同盟としての抑止力・対処力を最大化する方策について議論。

・日本側から、抜本的に強化された日本の防衛力を前提とした、日米間でのより効果的な役割・任務の分担を実現していく
必要がある旨発言。日米双方は、起こり得るあらゆる事態に適時かつ統合された形で対処するため、同盟調整メカニズム
を通じた二国間調整を更に強化する必要性を改めて強調。また、米側からは、日本による常設の統合司令部設置の決定を
歓迎する旨発言。

・日米双方は、米国との緊密な連携の下での、日本の反撃能力の効果的な運用に向けて、日米間での協力を深化させること
を決定。

・日米双方は、情報収集、警戒監視及び偵察（ISR）活動並びに柔軟に選択される抑止措置（FDO）を含む二国間協力を深
化させることを決定。

・日本側から、装備・技術面での協力は、同盟の技術的優位性の確保、日本の防衛力強化の速やかな実現の双方において重
要であり、更に加速する必要がある旨発言し、米側から、技術的優位性の確保に向け、日米で共に努力していきたい旨発
言があった。

・日本側から、宇宙・サイバー領域における協力の深化は同盟の近代化における核となるものである旨発言。日米双方は、
宇宙関連能力に係る協力の深化にコミット。その上で、日米双方は、宇宙領域に関し、宇宙への、宇宙からの又は宇宙に
おける攻撃が、同盟の安全に対する明確な挑戦であると考え、一定の場合には、当該攻撃が、日米安全保障条約第5条の
発動につながることがあり得ることを確認。日本側から、本件は同盟全体の抑止力強化の観点で重要な成果である旨発言。

・日本側から、多国間協力については、同盟国・同志国のネットワークの重層的な構築・拡大を図り、抑止力を強化してい
く旨発言した。

・日米双方は、米国の「核態勢の見直し」の公表も踏まえ、拡大抑止を議題の1つとし、時間を割いて突っ込んだ議論を行っ
た。

・日米双方は、米国の拡大抑止が信頼でき、強靱なものであり続けることを確保することの決定的な重要性を改めて確認。
・さらに、日米双方は、日米拡大抑止協議及び様々なハイレベル協議を通じ、実質的な議論を深めていくことで一致。
・日米双方は、地域における安全保障上の増大する課題に対処するために、日本の南西諸島の防衛のためのものを含め、向

上された運用構想及び強化された能力に基づいて同盟の戦力態勢を最適化する必要性を確認するとともに、普天間飛行場
の固定化を避けるための唯一の解決策である辺野古への移設を含め、在日米軍再編を着実に推進することの重要性につい
て一致。

・日米双方は、現下の厳しい安全保障環境を踏まえ、在日米軍の態勢見直しに関する再調整で一致。日米双方は、厳しい競
争環境に直面し、日本における米軍の前方態勢が、同盟の抑止力及び対処力を強化するため、強化された情報収集・警戒
監視・偵察能力、対艦能力及び輸送力を備えた、より多面的な能力を有し、より強靱性があり、そして、より機動的な戦
力を配置することで向上されるべきであることを確認。そのような政策に即して、2012年4月27日の日米安全保障協議
委員会で調整された再編の実施のための日米ロードマップは再調整され、第3海兵師団司令部及び第12海兵連隊は沖縄に
残留し、第12海兵連隊は2025年までに第12海兵沿岸連隊に改編されることを確認。この取組は、地元の負担に最大限
配慮した上で、2012年の再編計画の基本的な原則を維持しつつ進められる。

・日本側から、厳しい安全保障環境に対応するための、在日米軍の献身的な活動への謝意を述べた。また、日本側から普天
間飛行場代替施設の建設事業や馬毛島における施設整備が着実に進捗していることを紹介した上で、日米双方は、在日米
軍の施設及び区域の再編を支える現在行われている事業の着実な実施並びに地元との関係の重要性を再確認し、普天間飛
行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策である、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に
おける普天間飛行場代替施設の建設継続へのコミットメントを強調。また、馬毛島における自衛隊施設の整備の進展及び
将来の見通しを歓迎。

・日米双方は、沖縄における移設先施設の建設及び土地返還並びに2024年に開始される米海兵隊要員の沖縄からグアムへ
の移転を含む、米軍再編に係る二国間の取組を加速化させる重要性を確認。日本側から、地元への影響に最大限配慮した
安全な運用、早期の通報を含む事件・事故での適切な対応、環境問題などについても米側に改めて要請し、日米双方は緊
密に連携していくことを確認。
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概要・成果など
2023/1/12
日米防衛相会談
／ワシントン
D.C.

出席者
浜田防衛大臣
オースティン
米国防長官

・両閣僚は、日米「2＋2」を踏まえ、それぞれの新たな国家安全保障戦略及び国家防衛戦略について、速やかに実行に移し
ていくことで一致し、その具体的な取組について議論を行った。

・日本側は、新たな戦略の下、相当な増額をされる防衛予算によって、反撃能力を含めた防衛力の抜本的強化を早期に実現
する強い決意を述べた。米側は、日本の取組に対して、強い支持を表明。

・両閣僚は、抜本的に強化される日本の防衛力の下での同盟の役割・任務の分担について集中的な議論を速やかに実施させ
ることを確認。両閣僚は、そのような議論においては、日米協力の下での反撃能力の効果的な運用、事態の発生を抑止す
るための平素からの日米共同による取組、あらゆる段階における迅速かつ効果的な日米間の調整などについて議論を深め
ていく必要があることで一致。

・米側は、日本に対する核を含めた米国の拡大抑止のコミットメントは揺るぎないものである旨を改めて発言。両閣僚は、
日米「2＋2」における議論も含め、核を含めた米国の拡大抑止がより信頼でき、より強靱なものであり続けるための取組
をさらに深化させていくことを確認。

・両閣僚は、情報収集、警戒監視及び偵察（ISR）能力強化の観点から、米空軍無人機MQ-9の鹿屋航空基地への一時展開及
び日米共同情報分析組織（BIAC）の運用開始を歓迎。

・両閣僚は、同盟の抑止力・対処力にとって技術的優位性の確保が死活的に重要であるとの認識に立ち、装備・技術協力を
加速させることで一致。その基盤を構成する枠組として、両閣僚は、研究、開発、試験及び評価プロジェクトに関する了
解覚書及びサプライチェーン協力の強化に向けた防衛装備品等の供給の安定化に係る取決めに署名。また、両閣僚は、極
超音速技術に対抗するための技術、高出力マイクロ波及び自律型システムでの共同研究・開発に向けた議論の進捗を歓迎。

・両閣僚は、情報保全・サイバーセキュリティが同盟の根幹であるとの認識を共有し、連携をさらに強化することを確認。
日本側は、その抜本的強化に向けた取組を徹底していく決意を表明。

・両閣僚は、同盟の抑止力・対処力を実質的に強化することになる、日米「2＋2」で確認された米軍の態勢の取組を実行す
ることで合意し、これらの取組の実施に向けて協議を継続することを確認。日本側から、沖縄の負担軽減の重要性を述べ
るとともに、両閣僚は、在日米軍の安定的な駐留と日々の活動には、地域社会の理解と協力が重要であることで一致。

2023/1/13
日米首脳会談
／ワシントン
D.C.

出席者
岸田内閣総理大臣
バイデン
米大統領

・冒頭、日本側から、2023年という新しい年を迎え、総理大臣として初めて米国・ワシントンD.C.を訪問し、親しい友人
であるバイデン大統領と会談できることを嬉しく思う旨述べたのに対し、米側から、岸田総理大臣の訪米を歓迎する、両
首脳間のパートナーシップ、そして日米同盟はかつてなく強固である旨発言。

・日本側から、日米両国が近年で最も厳しく複雑な安全保障環境に直面している中、我が国として、昨年12月に発表した新
たな国家安全保障戦略等に基づき、反撃能力の保有を含む防衛力の抜本的強化及び防衛予算の相当な増額を行っていく旨
述べたのに対し、米側から、改めて全面的な支持を得た。

・また、日本側から、同年10月に発表された米国の国家安全保障戦略を高く評価する旨述べたのに対し、米側から、日本の
防衛に対する揺るぎないコミットメントが改めて表明。その上で、両首脳は、日米両国の国家安全保障戦略が軌を一にし
ていることを歓迎するとともに、日米両国の戦略を実施するに当たって相乗効果を生み出すようにすることを含め、日米
同盟の抑止力・対処力を一層強化していくとの決意を新たにした。

・両首脳は、11日に開催された日米安全保障協議委員会（「2＋2」）でのやり取りも踏まえつつ、安全保障分野での日米協
力に関する具体的協議を更に深化させるよう指示。

・両首脳は、インド太平洋地域、とりわけ東アジアにおいて、力による一方的な現状変更の試みを許してはならないという
観点も踏まえつつ、地域情勢について意見交換を行った。

・（1）両首脳は、中国をめぐる諸課題への対応に当たり、引き続き日米で緊密に連携していくことで一致。また、両首脳は、
中国と共通の課題については協力していくことの重要性を確認。さらに、両首脳は、台湾海峡の平和と安定の重要性を強
調するとともに、両岸問題の平和的解決を促した。

・（2）両首脳は、国連安保理決議に従った北朝鮮の完全な非核化に向け、日米韓の安全保障協力を含む地域の抑止力強化や
安保理での対応において、引き続き日米、日米韓で緊密に連携していくことで一致。また、日本側から、拉致問題の即時
解決に向けた米国の引き続きの理解と協力を求め、米側から、改めて全面的な支持を得た。

・（3）両首脳は、ロシアによるウクライナ侵略について、引き続きG7を始めとする同志国と緊密に連携しながら、対露制
裁及びウクライナ支援を強力に推進していくことで一致。また、両首脳は、ロシアによる核の威嚇は断じて受け入れられ
ず、ましてやその使用は決してあってはならないことを改めて確認。

　日本側から、G7広島サミットでは、法の支配に基づく国際秩序を守り抜くというG7のビジョンや決意を示していく、ま
た、インド太平洋についてもしっかり議論したいとの考えを説明。また、日本側から、唯一の戦争被爆国である日本の総
理大臣として、バイデン大統領を含むG7首脳と共に、核兵器の惨禍を人類が二度と起こさないとの誓いを広島から世界
に向けて発信したい旨述べた上で、両首脳は、厳しい安全保障環境も踏まえつつ、「核兵器のない世界」に向けて、日米で
共に取り組んでいくことで一致。さらに、両首脳は、エネルギー・食料安全保障を含む世界経済、経済安全保障、そして
気候変動、保健、開発といった地球規模の課題等の分野でG7が結束して取り組むことが重要との認識で一致。両首脳は、
G7広島サミットの成功に向けて、引き続き日米で緊密に連携していくことを改めて確認。

・両首脳は、2022年は、日米経済政策協議委員会（経済版「2＋2」）やインド太平洋経済枠組み（IPEF）の立上げ・進展
が見られ、日米経済関係が戦略的な段階に押し上げられた一年であったとの認識で一致。その上で、両首脳は、本年は日
本がG7、米国がAPECの議長国を務める中、持続的・包摂的な経済成長の実現及びルールに基づく自由で公正な国際経
済秩序の維持・強化に向けて、本年の経済版「2＋2」も活用しながら、日米で国際社会を主導していくことで一致。

・また、日本側から、米国による環境配慮車両への優遇措置に対する我が国の考えを改めて伝達。
・さらに、両首脳は、地域の経済秩序に対する米国の関与がますます重要となっているとの認識を共有し、IPEFの交渉進展

に向けて協力していくことで一致するとともに、日本側から、戦略的観点を踏まえ、TPPについての我が国の立場を伝達。
そして、両首脳は、信頼性のある自由なデータ流通（DFFT）を推進していくことで一致。

・両首脳は、経済的威圧を含む経済安全保障上の課題に対処すべく、同志国でサプライチェーン強靱化を進めていくことで
一致。

・さらに、両首脳は、エネルギー安全保障の強化に向けて取り組む重要性を共有。
・両首脳は、宇宙分野での日米協力を一層推進していくことで一致。
・両首脳は、法の支配に基づく自由で開かれた国際秩序へのコミットメントがかつてなく重要になっているとの認識を共有。
・その上で、日本側から、「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」実現に向けた取組を強化していく考えである旨述べたの

に対し、米側から、日本側の取組への支持を得るとともに、米国の地域に対する揺るぎないコミットメントが改めて表明。
・両首脳は、地域及び国際社会の平和と繁栄の確保に向けて、日米でFOIP実現に向けた取組を推進していくことで一致。
・両首脳は、自由で開かれたインド太平洋と平和で繁栄した世界という共通のビジョンに根ざし、法の支配を含む共通の価

値に導かれた、前例のない日米協力を改めて確認し、日米共同声明を発出。
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概要・成果など
2023/5/18
日米首脳会談
／広島

出席者
岸田内閣総理大臣
バイデン
米大統領

・冒頭、日本側から、本年1月の訪米以来の再会を嬉しく思う旨述べた上で、日米同盟はインド太平洋地域の平和と安定の
礎であり、日米関係は、安全保障や経済にとどまらず、あらゆる分野で重層的な協力関係にあると述べたのに対し、米側
から、日米両国は基本的価値を共有しており、日米同盟はかつてなく強固である旨発言。

・日本側から、ディープテック分野のイノベーション及びスタートアップのエコシステムを構築するため、「グローバル・ス
タートアップ・キャンパス」を東京都心（目黒・渋谷）に創設すべく、米国のリーディング大学の一つであるマサチュー
セッツ工科大学（MIT）と連携しフィージビリティ・スタディを実施し、米国の協力も得つつ構想の具体化を強力に進め
る旨述べ、両首脳はスタートアップ、イノベーションの分野で両国が緊密に連携することの重要性で一致。また、両首脳
は、教育・科学技術分野における日米間の協力に関する覚書が作成されることを歓迎。

・両首脳は、日米安全保障協力について意見交換を行い、1月の日米安全保障協議委員会（日米「2＋2」）や日米首脳会談
の成果を踏まえた日米同盟の抑止力・対処力の一層の強化に向けた協力を継続していくことを改めて確認。また、両首脳
は、米国の拡大抑止が日本の強化される防衛力と相まって、日本の安全及び地域の平和と安定の確保に果たす不可欠な役
割を再確認。

・米側からは、核を含むあらゆる種類の米国の能力によって裏付けられた、日米安全保障条約の下での日本の防衛に対する
米国のコミットメントが改めて表明され、両首脳は、そうした文脈において、情勢が進展する際のあらゆる段階において
二国間の十分な調整を確保する意思を改めて確認。両首脳は、直近の日米「2＋2」や日米拡大抑止協議における、米国の
拡大抑止に関する活発かつ突っ込んだ議論を評価し、こうした議論を一層強化していくことの重要性を改めて確認。

・両首脳は、インド太平洋地域、とりわけ東アジアにおいて、力による一方的な現状変更の試みを許してはならないという
観点も踏まえつつ、地域情勢について意見交換を行った。

・（1）両首脳は、中国をめぐる諸課題への対応に当たり、引き続き日米で緊密に連携していくことで一致。また、両首脳は、
中国と共通の課題については協力していくことの重要性を確認。さらに、両首脳は、台湾海峡の平和と安定の重要性を強
調するとともに、両岸問題の平和的解決を促した。

・（2）日本側から、今月上旬の訪韓に触れつつ、日韓関係を更に進展させていく旨述べたのに対し、米側から、日韓関係の
改善を歓迎する旨発言。両首脳は、国連安保理決議に従った北朝鮮の完全な非核化に向け、日米韓の安全保障協力を含む
地域の抑止力強化や安保理での対応において、引き続き日米、日米韓で緊密に連携していくことで一致。また、日本側か
ら、拉致問題の即時解決に向けた米国の引き続きの理解と協力を求め、米側から、改めて全面的な支持を得た。

・（3）両首脳は、ロシアによるウクライナ侵略について、引き続きG7を始めとする同志国と緊密に連携しながら、厳しい
対露制裁と強力なウクライナ支援を継続していくことで一致。

・（4）両首脳は、いわゆるグローバル・サウスへの関与や支援の重要性を確認。
・両首脳は、19日から行われるG7広島サミットに向け、国際社会や地域の課題に対するG7の揺るぎない結束を世界に示

すべく、日米でも緊密に連携していくことで一致。
・両首脳は、地域の経済秩序に対する米国の関与がますます重要となっているとの認識を共有し、IPEFについても意見交換

するとともに、日本側から、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定（CPTPP）についての我が国の
考えと取組を伝達。

・両首脳は、重要技術の育成・保護の重要性に関する認識を共有し、量子及び半導体分野における日米間の大学及び企業間
でのパートナーシップ締結が予定されていることを歓迎するとともに、バイオやAIといった分野にも協力を広げていくこ
とで一致。さらに、両首脳は、エネルギー安全保障の強化に向けて取り組む重要性を共有。また、日米経済政策協議委員
会（経済版「2＋2」）において、経済安全保障の協力を具体化させることで一致。
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	資料27	 日米安全保障協議委員会（「2＋2」）共同発表
（仮訳）

	 （令和5年1月）
日米安全保障協議委員会（2＋2）共同発表（仮訳）
ブリンケン国務長官、オースティン国防長官、林外務大
臣及び浜田防衛大臣（以下、併せて「閣僚」という。）は、
2023年1月11日、ワシントンDCにおいて日米安全保障協
議委員会（SCC）を開催した。
閣僚は、統合された形での抑止力強化に向けてそれぞれ
の国の新たな国家安全保障戦略及び国家防衛戦略が軌を一
にしていることを認識し、戦略的競争の新たな時代におい
て勝利する態勢をとるための現代化された同盟のビジョン
を提示した。
閣僚は、日米同盟が地域の平和、安全及び繁栄の礎であ
ることを宣言し、自由で開かれたインド太平洋地域を擁護
するとのコミットメントを改めて力強く表明した。閣僚
は、抑止力を強化し、変化する地域及び世界の安全保障上
の課題に対処する、より能力があり、統合され、機動的な
同盟を構築するための現代化に向けた二国間の取組を推進
することを決意した。閣僚は、同盟がこれらの課題に直面
しても強固であり、ルールに基づく国際秩序を支える共通
の価値と規範を確固として支持するものであることを確認
した。閣僚は、世界中の場所のいかんに関わらず、いかな
る力による一方的な現状変更にも反対するとのコミットメ
ントを新たにした。
閣僚は、それぞれの国家安全保障戦略及び国家防衛戦略
の公表を歓迎し、両者のビジョン、優先事項及び目標がか
つてないほど整合していることを確認した。これは、一層
厳しさを増す安全保障環境に対処するために、同盟を継続
的に現代化するための取組の堅固な基盤を形成するもので
ある。
日本は、新たな戦略の下、防衛予算の相当な増額を通じ
て、反撃能力を含めた防衛力を抜本的に強化するとの決意
を改めて表明した。日本はまた、自国の防衛を主体的に実
施し、米国や他のパートナーとの協力の下、地域の平和と
安定の維持に積極的に関与する上での役割を拡大するとの
決意を再確認した。米国は、日本の新たな国家安全保障政
策について、同盟の抑止力を強化する重要な進化として、
強い支持を表明した。
米国は、より多面的で、より強靱で、そしてより機動的
な能力を前方に展開することで、日本を含むインド太平洋
における戦力態勢を最適化するとの決意を表明した。日本
は、米国の戦力態勢を最適化する計画を支持し、地域にお
ける強固なプレゼンスを維持するとの米国の強いコミット
メントを歓迎した。
米国は、核を含むあらゆる種類の米国の能力を用いた、
日米安全保障条約第5条の下での、日本の防衛に対する米
国の揺るぎないコミットメントを再表明した。閣僚は、米
国の日本に対する拡大抑止、及び、最近公表された米国の
「核態勢の見直し」について突っ込んだ議論を行い、日本

の能力によって強化される米国の拡大抑止が信頼でき、強
靱なものであり続けることを確保することの決定的な重要
性を再確認した。閣僚は、日米両国が日米拡大抑止協議及
び様々なハイレベルでの協議を通じ、実質的な議論を深め
ていく意図を有していることを改めて表明した。
日米両国の新たな戦略に従い、閣僚は、現在及び将来の
安全保障上の課題に対処するため、同盟の役割及び任務を
進化させる作業を加速させ、また、相互運用可能で高度な
能力を活用していくことを決定した。閣僚は、また、日米
同盟による地域内外での同盟国やパートナーとの活動を共
同で強化することを決意した。
戦略的競争の新たな時代
閣僚は、中国の外交政策は自らの利益のために国際秩序
を作り変えることを目指しており、伸張する同国の政治
力、経済力、軍事力及び技術力をその目的のために用いよ
うとしているとの見解で一致した。この行動は、同盟及び
国際社会全体にとっての深刻な懸念であり、インド太平洋
地域及び国際社会全体における最大の戦略的挑戦である。
閣僚は、尖閣諸島に対する日本の長きにわたる施政を損
なおうとする行為を通じたものを含む、中国による東シナ
海における力による一方的な現状変更の試みが強まってい
ることへの強い反対の意を改めて表明した。米国は、日米
安全保障条約第5条が尖閣諸島に適用されることを改めて
確認した。閣僚は、一部のミサイルが日本の先島諸島周辺
の水域に着弾した、2022年8月の中国の弾道ミサイル発射
を含む、日本周辺における中国の危険な軍事活動及び挑発
的な軍事活動を非難した。閣僚は、中国の、透明性の欠如
によっても特徴付けられる、現に行われており、かつ加速
しつつある核戦力の増強に関する継続的な懸念を共有し
た。
閣僚はまた、南シナ海における中国の不法な海洋権益に
関する主張、埋立地形の軍事化及び威嚇的で挑発的な活動
に対する強い反対を改めて表明した。閣僚は、自由かつ適
法な通商への支持並びに航行及び上空飛行の自由並びにそ
の他の適法な海洋の利用を含む国際法の完全な尊重を改め
て確認した。この文脈で、閣僚は、1982年の国連海洋法
条約（UNCLOS）の下で設置された南シナ海仲裁（フィ
リピン共和国対中華人民共和国）における2016年7月12
日付けの判断を、それが当該手続の当事国に対して最終的
かつ法的拘束力を有することを強調しつつ想起した。閣僚
はまた、この文脈において、非市場的政策及び慣行並びに
経済的威圧に対処するため、共に緊密に取り組んでいくこ
とを確認した。閣僚は、台湾に関する両国の基本的な立場
に変更はないことを述べ、国際社会の安全と繁栄に不可欠
な要素である台湾海峡の平和と安定の維持の重要性を改め
て表明した。閣僚は両岸問題の平和的解決を促した。閣僚
は、香港の自治及び自由の状況、並びに新疆ウイグル自治
区におけるものを含む人権問題に対する深刻な懸念を表明
した。
閣僚は、複数の大陸間弾道ミサイル（ICBM）級ミサイ
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ル及び日本上空を飛翔した弾道ミサイルを含む、過去1年
間に北朝鮮が行った前例のない数の不法かつ無謀な弾道ミ
サイルの発射を強く非難した。閣僚は、北朝鮮がその核戦
力を質・量共に最大限の速度で強化するとの方針を表明し
たことに強い懸念を表明し、北朝鮮の完全な非核化へのコ
ミットメントを改めて確認した。閣僚は、北朝鮮に対し、
国連安保理決議の下での義務に従うことを求めるととも
に、拉致問題の即時解決の必要性を確認した。閣僚はま
た、北朝鮮がもたらす重大な脅威に対処し、インド太平洋
地域及び国際社会における安全、平和及び繁栄を促進する
ために極めて重要な日本、米国及び韓国それぞれの二国間
協力及び三か国間協力を深化させることにコミットした。
閣僚は、ロシアによるウクライナに対する残虐でいわれ
のない不当な戦争を強く非難した。閣僚は、ロシアによる
国連憲章違反と、進行中のウクライナに対する侵略等を通
じた、力により一方的に国境を変更する試みは、欧州地域
への深刻な安全保障上の脅威であり、国際秩序の根幹を揺
るがすものであることを認識した。閣僚は、ロシアによる
無謀な核のレトリックと民生インフラに対する攻撃を非難
し、ロシアがウクライナにおける残虐行為の責任を負う必
要性を改めて表明した。閣僚はまた、日本周辺での共同行
動及び訓練を含む、ロシアによる中国との、増加する挑発
的な戦略的軍事協力への懸念を強調した。
同盟の現代化
同盟の役割及び任務の進化並びに上述の安全保障上の課
題に対応するための相互運用能力の強化に鑑み、閣僚は、
以下の分野に関するものを含めて両国間の協議を加速させ
ることを決定した。
（1）同盟における調整

閣僚は、起こり得るあらゆる事態に適時かつ統合さ
れた形で対処するため、同盟調整メカニズムを通じた
二国間調整を更に強化する必要性を改めて強調した。
この文脈で、米国は、日本による常設の統合司令部設
置の決定を歓迎した。閣僚は、相互運用性と即応性を
高めるため、同盟におけるより効果的な指揮・統制関
係を検討することにコミットした。閣僚はまた、より
強固な政策及び運用協力のために、パートナー国との
効果的な調整を向上させる必要性を共有した。

（2）平時における同盟の取組
閣僚は、日本に対する武力攻撃及び地域における安
定を損なう行動を抑止するための、平時における共同
の取組の決定的な重要性を強調した。閣僚は、情報収
集、警戒監視及び偵察（ISR）活動並びに柔軟に選択
される抑止措置（FDO）を含む二国間協力を深化さ
せることを決定した。閣僚は、米国による鹿屋航空基
地へのMQ-9無人航空機の展開及び情報共有を増加さ
せるための日米共同情報分析組織の発足を歓迎した。
閣僚は、これらの取組の効果を最大化するため、武器
等防護任務、パートナーへの広範な関与及び戦略的
メッセージングの分野における協力を更に拡大するこ

とを決定した。閣僚は、自衛隊による嘉手納弾薬庫地
区の追加的な施設の共同使用を歓迎した。閣僚はま
た、日本の南西諸島を含む地域において、日米の施設
の共同使用を拡大し、共同演習・訓練を増加させるこ
とにコミットした。
閣僚は、空港及び港湾の柔軟な使用が有事における
防衛アセットの坑たん性及びその運用効果を確保する
ために重要であることを強調し、そのような使用を可
能にするために、演習や検討作業を通じて協力するこ
とを決定した。

（3）同盟の抑止力・対処力
閣僚は、新たな戦略文書と整合している同盟の取組
は、統合防空ミサイル防衛、対水上戦、対潜水艦戦、
機雷戦、水陸両用作戦、空挺作戦、情報収集・警戒監
視・偵察・ターゲティング（ISRT）、兵站及び輸送と
いった任務分野に焦点を当てるべきであることで一致
した。閣僚は、米国との緊密な連携の下での日本の反
撃能力の効果的な運用に向けて、日米間の協力を深化
させることを決定した。閣僚は、緊急事態に関する共
同計画作業並びにキーン・ソード23、レゾリュート・
ドラゴン22、オリエント・シールド22及びMV-22低
空飛行訓練等の実践的な訓練及び演習の着実な進展を
歓迎した。
閣僚は、とりわけ陸、海、空、宇宙、サイバー、電
磁波領域及びその他の領域を統合した領域横断的な能
力の強化が死活的に重要であることを強調した。

（4）宇宙・サイバー・情報保全
閣僚は、同盟の平和、安全及び繁栄に対する宇宙空
間の重要性の高まりを認識し、2023年に予定されて
いる日本の宇宙状況監視システムの運用開始後の宇宙
領域把握における協力の強化を通じたものを含む、機
能保証、相互運用性及び運用協力を強化する宇宙関連
能力に係る協力の深化へのコミットメントを新たにし
た。
閣僚は、宇宙への、宇宙からの又は宇宙における攻
撃が、同盟の安全に対する明確な挑戦であると考え、
一定の場合には、当該攻撃が、日米安全保障条約第5
条の発動につながることがあり得ることを確認した。
閣僚はまた、いかなる場合に当該攻撃が第5条の発動
につながることがあり得るかは、他の脅威の場合と同
様に、日米間の緊密な協議を通じて個別具体的に判断
されることを確認した。
閣僚は、同盟にとっての、サイバーセキュリティ及
び情報保全の基盤的な重要性を強調した。閣僚は、
2022年3月の自衛隊サイバー防衛隊の新編を歓迎し、
更に高度化・常続化するサイバー脅威に対抗するた
め、協力を強化することで一致した。米国は、より広
範な日米協力の基盤を提供することとなる、政府全体
のサイバーセキュリティ政策を調整する新たな組織の
設置及びリスク管理の枠組みの導入など、国家のサイ
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バーセキュリティ態勢を強化する日本のイニシアティ
ブを歓迎した。閣僚は、日本の防衛産業サイバーセ
キュリティ基準の策定に係る取組を含む、産業サイ
バーセキュリティ強化の進展を歓迎した。そして、閣
僚は、情報保全に関する日米協議の下でのこれまでの
重要な進展を強調した。

（5）技術的優位性の確保
閣僚は、技術の発展を同盟の能力に統合していくこ
との重要性を強調しつつ、同盟の競争上の優位性を更
に研ぎ澄ますために、技術協力及び新興技術への共同
投資を強化することにコミットした。閣僚はまた、防
衛装備品の強靱で、多様化され、安全なサプライ
チェーンが国家安全保障を確保するために不可欠であ
ることを強調した。
この関連で、閣僚は、研究、開発、試験及び評価プ
ロジェクトに関する了解覚書、防衛装備品等の供給の
安定化に係る取決めへの署名並びに日米間の政府品質
管理に係る取決めに関する相当の進展を歓迎した。
これらの成果並びに高出力マイクロ波及び自律型シ
ステムの共同研究プロジェクトに関する議論を含む防
衛科学技術協力の着実な進展を基に、閣僚は、防衛装
備品の共同研究・開発に向けた取組をより一層推進す
ることで一致した。極超音速技術に対抗するための共
同分析の進展を踏まえ、閣僚は、先進素材及び極超音
速環境での試験を含む重要な要素に関する共同研究を
開始することで一致した。閣僚はまた、将来のイン
ターセプターの共同開発の可能性について議論を開始
することで一致した。閣僚はまた、二国間の取組を補
完する、志を同じくする同盟国やパートナーとの技術
協力の深化の重要性を共有した。

同盟パートナーシップの拡大
閣僚は、2022年8月の日米豪閣僚級戦略対話並びに2022
年6月及び10月の日米豪防衛相会談の成果を基に、また、
2022年10月に署名された安全保障協力に関する日豪共同
宣言の下で拡大していく活動を活かし、豪州とのパート
ナーシップを更に推進していくことへのコミットメントを
新たにした。この文脈で、閣僚は、2022年11月に三か国
が連携した形では初となる警護活動が成功裏に完了したこ
とを強調した。閣僚はまた、情報収集、警戒監視及び偵察
（ISR）活動を含む相互運用性を強化するために三か国間
の訓練・演習を増加させるとともに、技術協力の機会を追
求するとの決意を表明した。この文脈で、閣僚は、2022
年12月の米豪外務・防衛担当閣僚協議での共同声明に基
づいた、豪州北部におけるものを含む三国間の訓練の機会
を増加させることの重要性を改めて確認した。閣僚は、イ
ンド太平洋地域のパートナーのニーズに対応する質の高
い、透明性のあるインフラ整備を支援するとのコミットメ
ントを改めて確認し、インフラ投資に関する日米豪パート
ナーシップに関する了解覚書の更新を歓迎した。
閣僚はまた、韓国との協力を一層深化させることの重要

性、並びに、弾道ミサイル防衛、対潜水艦戦、海洋安全保
障、捜索・救難、人道支援及び災害救助活動等の分野を含
む、多国間及び三か国間の演習やその他の活動の機会を追
求することの重要性を強調した。
閣僚は、ASEAN一体性・中心性及び「インド太平洋に
関するASEANアウトルック」への強い支持を改めて確認
した。閣僚は、共同訓練、能力構築、あり得べき防衛装備
品の移転等の活動を通じて、東南アジア及び太平洋島嶼国
のパートナーとの経済及び安全保障協力を更に促進するこ
との重要性を認識した。閣僚は、太平洋諸島フォーラムの
「ブルーパシフィック大陸のための2050年戦略」を支援す
る「ブルーパシフィックにおけるパートナー」イニシア
ティブの下での更なる協力を歓迎した。閣僚は、様々な分
野における実践的な協力の促進を通じ地域への積極的な貢
献を行っている日米豪印（クアッド）の重要性を再確認し
た。
閣僚は、同志国が、インド太平洋及び欧州・大西洋地域
において、ルールに基づくグローバルな秩序に対する同様
の、かつ、相互に増幅し合う脅威に直面していることに留
意し、二国間及びNATOやEUといった多国間組織を通
じた、欧州・大西洋地域のパートナーによるインド太平洋
への関与の増大を歓迎した。閣僚は、豪州及び英国との間
の円滑化協定を含む日本の新たな二国間合意により促進さ
れる演習や展開の拡大への支持を表明した。米国は、
NATOとの国別適合パートナーシップ計画をまとめるた
めの日本の取組を支持し、また、日本がウクライナへの支
援の提供を通じ、欧州安全保障を一層重視していることを
歓迎した。米国は同様に、日本によるNATOとの協力関
係の強化及びNATOのアジア太平洋パートナーグループ
の中での日本の主導的な役割を歓迎した。この観点から、
米国は、日本の総理大臣として初のNATO首脳会合への
参加となった、岸田総理大臣の2022年6月のマドリードで
のNATO首脳会合への出席を歓迎した。
同盟の態勢の最適化
閣僚は、地域における安全保障上の増大する課題に対処
するために、日本の南西諸島の防衛のためのものを含め、
向上された運用構想及び強化された能力に基づいて同盟の
戦力態勢を最適化する必要性を確認した。
閣僚は、厳しい競争的な環境に直面し、日本における米
軍の前方態勢が、同盟の抑止力及び対処力を強化するた
め、強化された情報収集・警戒監視・偵察能力、対艦能力
及び輸送力を備えた、より多面的な能力を有し、より強靱
性があり、そして、より機動的な戦力を配置することで向
上されるべきであることを確認した。
そのような政策に従って、2012年4月27日のSCCで調
整された再編の実施のための日米ロードマップは再調整さ
れ、第3海兵師団司令部及び第12海兵連隊は沖縄に残留す
る。第12海兵連隊は2025年までに第12海兵沿岸連隊に改
編される。
閣僚は、2012年の再編計画の基本的な原則に対するコ
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ミットメントを改めて表明するとともに、これら再調整
が、沖縄統合計画において返還が予定される土地に影響を
及ぼさず、かつキャンプ・シュワブにおける普天間飛行場
代替施設のための継続的な進展に影響を及ぼさないことを
確認した。
閣僚は、沖縄における米海兵隊の最終的なプレゼンス
を、2012年に見直された再編のロードマップに示された
水準と整合的な形とするとのコミットメントを再確認し
た。閣僚はまた、これらの再調整が、改正されたグアム協
定に基づく、日本の資金提供にも、建設事業にもいかなる
変更も必要としないことを確認した。
閣僚は、日本における同盟の海上機動力を更に強化する
ため、2023年に予定される、横浜ノース・ドックにおけ
る小型揚陸艇部隊の新編を歓迎した。
閣僚は、これらの取組が、日本の防衛に対する米国の確
固たるコミットメントを示すものであり、そして日本の防
衛力の抜本的強化と方向性を同じくすることを確認した。
閣僚は、日本における最適化された米国の戦力態勢が、南
西諸島を含む地域における強化された自衛隊の能力及び態
勢とともに、同盟の抑止力及び対処力を実質的に強化する
ことを確認した。

閣僚は、これらの取組及び日本における米国の戦力態勢
を一層最適化するための方策について緊密な協議を継続す
ることを決定した。
閣僚はまた、在日米軍の施設及び区域の再編を支える現
在行われている事業の着実な実施並びに地元との関係の重
要性を再確認した。閣僚は、普天間飛行場の継続的な使用
を回避するための唯一の解決策である、キャンプ・シュワ
ブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域における普天間飛
行場代替施設の建設継続へのコミットメントを強調した。
閣僚は、空母艦載機着陸訓練を含めた目的のために使用さ
れる、馬毛島における自衛隊施設の整備の進展及び将来の
見通しを歓迎した。閣僚は、沖縄における移設先施設の建
設及び土地返還並びに2024年に開始される米海兵隊要員
の沖縄からグアムへの移転を含む、米軍再編に係る二国間
の取組を加速化させる重要性を確認した。閣僚は、事件・
事故に関する適時な情報共有を行うこと、環境に係る協力
を強化すること、及び、同盟の活動の重要性について地元
とのコミュニケーションを行いつつ、地元への影響を軽減
し、地元との強固な関係を後押しすることに係る二国間の
継続的な連携の重要性を確認した。
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	資料28	 日米安全保障協議委員会（「2＋2」）閣僚会合（概要）（令和5年1月）

総論
・冒頭、米側から、両大臣の訪米を心から歓迎する、今般、日米「2＋2」を日米両国の戦略文書発表直後という時宜

を得た形で約2年ぶりに対面で開催することができたのは大変喜ばしい、安全保障環境が一層厳しさを増す中で、
日米同盟の重要性はかつてないほど高まっており、自由で開かれたインド太平洋を実現するため、米国のインド太
平洋地域への揺るぎないコミットメントを示していきたい旨発言があった。日本側から、双方の戦略文書を踏まえ、
安全保障環境についての両国の認識をすり合わせつつ、日米同盟の更なる深化について議論する絶好の機会である、
日米同盟を絶えず強化することに完全にコミットしており、両長官と緊密に連携していくことを心から楽しみにし
ている、戦略は策定して終わるものではなく、今後、日米が連携してそれぞれの戦略を速やかに実行していくこと
が重要である旨発言した。

・日米双方は、それぞれの国家安全保障戦略及び国家防衛戦略の公表を歓迎し、両者のビジョン、優先事項及び目標
がかつてないほど整合していることを確認した。

・日本側から、相当増額した防衛予算の下で、新たな能力の獲得や継戦能力の増強等を早期に行い、防衛力を強化し
ていく旨発言した。これに対して米側から、同盟の抑止力・対処力を強化する重要な取組であり、強く支持する旨
発言があった。

・米側は、核を含むあらゆる種類の米国の能力を用いた日米安全保障条約の下での日本の防衛に対する揺るぎないコ
ミットメントを再確認するとともに、日米安全保障条約第5条が尖閣諸島に適用されることを改めて確認した。

地域情勢
・日本側から、日本は平和で安定した国際環境を能動的に創出すべく、外交・安全保障上の役割を強化し、法の支配

に基づく自由で開かれた国際秩序を強化していく旨発言した上で、日米双方は、下記のとおり情勢認識のすりあわ
せを行った。

・日米双方は、自らの利益のために国際秩序を作り変えることを目指す中国の外交政策に基づく行動は同盟及び国際
社会全体にとっての深刻な懸念であり、インド太平洋地域及び国際社会全体における最大の戦略的挑戦であるとの
見解で一致した。

・また、米側は、尖閣諸島に対する日本の長きにわたる施政を損なおうとする行為を通じたものを含む、中国による
東シナ海における力による一方的な現状変更の試みが強まっていることに強い反対の意を改めて表明した。

・日米双方は、台湾に関する両国の基本的な立場に変更はないことを認識するとともに、国際社会の安全と繁栄に不
可欠な要素である台湾海峡の平和と安定の維持の重要性を改めて表明し、両岸問題の平和的解決を促した。

・日米双方は、北朝鮮による昨年来の、前例のない数の不法かつ無謀な弾道ミサイルの発射を強く非難した。日本側
から、戦術核の大量生産の方針等を明らかにしている北朝鮮が核実験に踏み切れば、過去6回の核実験とは一線を
画すものである旨発言した。また、拉致問題について、米側から引き続き全面的な支援を得た。

・日米双方は、ロシアによるウクライナに対する残虐でいわれのない不当な戦争を強く非難した。日本側から、欧州
とインド太平洋地域の安全保障は相互に不可分と言えるものであり、本年のG7議長国として、ロシアへの対応及び
ウクライナ支援に向けた議論をリードしていく旨発言した。

同盟の現代化
・日本側から、日米双方の戦略は、抑止力を強化するため、自らの防衛力を抜本的に強化し、そのための投資も増加

させること、そして同盟国や同志国等との連携強化を目指すといった点において、軌を一にしている旨発言した上
で、そのような戦略の下、同盟としての抑止力・対処力を最大化する方策について議論を行った。

・日本側から、抜本的に強化された日本の防衛力を前提とした、日米間でのより効果的な役割・任務の分担を実現し
ていく必要がある旨発言した。日米双方は、起こり得るあらゆる事態に適時かつ統合された形で対処するため、同
盟調整メカニズムを通じた二国間調整を更に強化する必要性を改めて強調した。また、米側からは、日本による常
設の統合司令部設置の決定を歓迎する旨発言があった。

・日米双方は、米国との緊密な連携の下での、日本の反撃能力の効果的な運用に向けて、日米間での協力を深化させ
ることを決定した。

・日米双方は、情報収集、警戒監視及び偵察（ISR）活動並びに柔軟に選択される抑止措置（FDO）を含む二国間協力
を深化させることを決定した。

・日本側から、装備・技術面での協力は、同盟の技術的優位性の確保、日本の防衛力強化の速やかな実現の双方にお
いて重要であり、更に加速する必要がある旨発言し、米側から、技術的優位性の確保に向け、日米で共に努力して
いきたい旨発言があった。

・日本側から、宇宙・サイバー領域における協力の深化は同盟の近代化における核となるものである旨発言した。日
米双方は、宇宙関連能力に係る協力の深化にコミットした。その上で、日米双方は、宇宙領域に関し、宇宙への、

149 令和5年版 防衛白書

資
料
編

防衛2023_資料編_21-30.indd   149防衛2023_資料編_21-30.indd   149 2023/06/26   13:16:492023/06/26   13:16:49



　宇宙からの又は宇宙における攻撃が、同盟の安全に対する明確な挑戦であると考え、一定の場合には、当該攻撃が、
日米安全保障条約第5条の発動につながることがあり得ることを確認した。日本側から、本件は同盟全体の抑止力
強化の観点で重要な成果である旨発言した。

・日本側から、多国間協力については、同盟国・同志国のネットワークの重層的な構築・拡大を図り、抑止力を強化
していく旨発言した。

拡大抑止
・日米双方は、米国の「核態勢の見直し」の公表も踏まえ、拡大抑止を議題の1つとし、時間を割いて突っ込んだ議

論を行った。
・日米双方は、米国の拡大抑止が信頼でき、強靱なものであり続けることを確保することの決定的な重要性を改めて

確認した。
・さらに、日米双方は、日米拡大抑止協議及び様々なハイレベル協議を通じ、実質的な議論を深めていくことで一致

した。

同盟態勢の最適化
・日米双方は、地域における安全保障上の増大する課題に対処するために、日本の南西諸島の防衛のためのものを含

め、向上された運用構想及び強化された能力に基づいて同盟の戦力態勢を最適化する必要性を確認するとともに、
普天間飛行場の固定化を避けるための唯一の解決策である辺野古への移設を含め、在日米軍再編を着実に推進する
ことの重要性について一致した。

・日米双方は、現下の厳しい安全保障環境を踏まえ、在日米軍の態勢見直しに関する再調整で一致した。日米双方は、
厳しい競争環境に直面し、日本における米軍の前方態勢が、同盟の抑止力及び対処力を強化するため、強化された
情報収集・警戒監視・偵察能力、対艦能力及び輸送力を備えた、より多面的な能力を有し、より強靱性があり、そ
して、より機動的な戦力を配置することで向上されるべきであることを確認した。そのような政策に即して、2012
年4月27日の日米安全保障協議委員会で調整された再編の実施のための日米ロードマップは再調整され、第3海兵
師団司令部及び第12海兵連隊は沖縄に残留し、第12海兵連隊は2025年までに第12海兵沿岸連隊に改編されるこ
とを確認した。この取組は、地元の負担に最大限配慮した上で、2012年の再編計画の基本的な原則を維持しつつ進
められる。

・日本側から、厳しい安全保障環境に対応するための、在日米軍の献身的な活動への謝意を述べた。また、日本側か
ら普天間飛行場代替施設の建設事業や馬毛島における施設整備が着実に進捗していることを紹介した上で、日米双
方は、在日米軍の施設及び区域の再編を支える現在行われている事業の着実な実施並びに地元との関係の重要性を
再確認し、普天間飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策である、キャンプ・シュワブ辺野古崎地区
及びこれに隣接する水域における普天間飛行場代替施設の建設継続へのコミットメントを強調した。また、馬毛島
における自衛隊施設の整備の進展及び将来の見通しを歓迎した。

・日米双方は、沖縄における移設先施設の建設及び土地返還並びに2024年に開始される米海兵隊要員の沖縄からグア
ムへの移転を含む、米軍再編に係る二国間の取組を加速化させる重要性を確認した。日本側から、地元への影響に
最大限配慮した安全な運用、早期の通報を含む事件・事故での適切な対応、環境問題などについても米側に改めて
要請し、日米双方は緊密に連携していくことを確認した。
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	資料29	 主な日米共同訓練の実績（2022年度）
統合幕僚監部

訓練名 期間
（年月日） 場　所 参加部隊 人員など 

（日本）
人員など 
（米国）

日米共同訓練 22.5.25 日本海上の空域
【自衛隊】
第2航空団

【米軍】
第35戦闘航空団

F-15×4機 F-16×4機

日米共同弾道ミサイル
対処訓練 22.6.5 － － － －

日米共同訓練 22.6.7 日本海上の空域
【自衛隊】
第2航空団

【米軍】
第35戦闘航空団

F-15×4機 F-16×2機

日米共同訓練 22.6.28 アラビア海北部 【自衛隊】
護衛艦「さみだれ」 艦艇1隻 駆逐艦「Gonzalez」

日米共同訓練 22.10.1
以降

日本周辺（日本海を含
む。）

【自衛隊】
護衛艦「あさひ」 艦艇1隻

空母「ロナルド・レーガン」、巡洋艦
「チャンセラーズビル」、駆逐艦「ベン
フォールド」、補給艦「ユーコン」

日米共同訓練 22.10.4 九州西方の空域
【自衛隊】
第5航空団、第8航空団

【米軍】
第12海兵航空群

F-15×4機、
F-2×4機 F-35B×4機

日米共同訓練 22.11.5 九州北西の空域

【自衛隊】
第8航空団

【米軍】
第28爆撃航空団、第35戦闘航空
団

F-2×5機 B-1B×2機、F-16×2機

離島統合防災訓練及び
日米共同統合防災訓練
「04RIDEX/TREX」

22.11.9 東京都神津島、伊豆大
島及び同周辺海空域等

【自衛隊】
統合幕僚監部、陸上総隊、東部方
面隊、横須賀地方隊、航空総隊、
航空支援集団等

【米軍】
在日米陸軍航空大隊、第36輸送飛
行隊、第3海兵隊機動展開部隊

－ －

日米共同統合演習
（実動演習）

「Keen Sword23」
（注1）

22.11.10
～11.19

自衛隊施設、在日米軍
施設、津多羅島、奄美
大島、徳之島、我が国
周辺海空域等

【自衛隊】
統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海
上幕僚監部、航空幕僚監部、情報
本部、自衛隊サイバー防衛隊、陸
上総隊、各方面隊等、自衛艦隊、
各地方隊等、航空総隊、航空支援
集団、宇宙作戦群等

【米軍】
インド太平洋軍、太平洋陸軍、太
平洋艦隊、太平洋空軍、太平洋海
兵隊、在日米軍、宇宙軍等

人員 約26,000名
艦艇　約20隻
航空機 約250機

人　員　　約10,000名
艦　艇　　約10隻
航空機　　約120機

日米共同訓練 22.11.18 日本海上の空域
【自衛隊】
第6航空団

【米軍】
第35戦闘航空団

F-15×4機 F-16×4機

日米共同訓練 22.11.19 九州北西の空域
【自衛隊】
第8航空団

【米軍】
第28爆撃航空団

F-2×5機 B-1B×2機

令和4年度日米共同統
合防空・ミサイル防衛

訓練

23.2.17、
2.20

～2.22

陸上自衛隊松戸駐屯
地、下志津駐屯地、青
野原駐屯地、飯塚駐屯
地、宮古島駐屯地及び
八重瀬分屯地、海上自
衛隊横須賀地区及び佐
世保地区並びに航空自
衛隊千歳基地、三沢基
地、横田基地、入間基
地、小松基地、春日基
地、築城基地、新田原
基地及び那覇基地

【自衛隊】
統合幕僚監部、陸上総隊、東部方
面隊、中部方面隊、西部方面隊、
陸上自衛隊高射学校、自衛艦隊及
び航空総隊

【米軍】
第7艦隊司令部、第5空軍 他

－ 艦艇数隻　他

日米共同訓練 23.2.19 日本海上の空域
【自衛隊】
第2航空団

【米軍】
－

F-15×3機 B-1B×2機、F-16×4機

日米共同訓練 23.3.17 日本海上の空域
【自衛隊】
第2航空団

【米軍】
第35戦闘航空団

F-15×4機 F-16×4機

日米共同訓練 23.3.18 日本海
【自衛隊】
護衛艦「あたご」

【米軍】
－

艦艇1隻 駆逐艦「ミリアス」
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訓練名 期間
（年月日） 場　所 参加部隊 人員など 

（日本）
人員など 
（米国）

日米共同訓練 23.3.19 日本海
【自衛隊】
護衛艦「あたご」

【米軍】
－

艦艇1隻 駆逐艦「ミリアス」

日米共同訓練 23.3.19 日本海上の空域
【自衛隊】
第2航空団

【米軍】
－

F-15×4機 B-1B×2機、F-16×4機

陸上自衛隊

訓練名 期間
（年月日） 場　所 参加部隊 人員など 

（日本）
人員など 
（米国）

国内における米陸軍と
の実動訓練

（オリエント・
シールド22）

22.8.14
～9.9

健軍駐屯地、奄美駐屯
地、福岡駐屯地、えび
の駐屯地、高遊原分屯
地、瀬戸内分屯地、霧
島演習場、大矢野原演
習場 等

【自衛隊】
西方総監部、第4師団、西方特科
隊、第2高射特科団、西方システ
ム通信群 等

【米軍】
在日米陸軍司令部、第1マルチ・
ドメイン・タスクフォース、第
1-24歩兵大隊、第17砲兵旅団、
第38防空砲兵旅団 等

－ －

国内における米海兵隊
との実動訓練

（レゾリュート・
ドラゴン22）

22.10.1
～10.14

上富良野演習場、然別
演習場、矢臼別演習
場、静内対空射撃場

（静内駐屯地を含む。）
及び航空自衛隊計根別
場外離着陸場、札幌飛
行場（丘珠駐屯地を含
む。）及び十勝飛行場

（帯広駐屯地を含む。）

【自衛隊】
第2師団司令部、第3即応機動連
隊、第1特科団、第1電子隊、第3
施設団、北部方面航空隊、第2後
方支援連隊等

【米軍】
第12海兵連隊、第3/3海兵大隊、
第36海兵航空群、第3海兵後方支
援群の他、米海軍、米空軍の一部
等

－ －

米国における米陸軍と
の実動訓練

（ジョイント・レディ
ネス・トレーニング・

センター22）

22.10.20
～11.25

米 国 ル イ ジ ア ナ 州 
フォート・ポルク

【自衛隊】
1コ普通科中隊／第33普通科連隊 
基幹

【米軍】
第82空挺師団第1旅団　基幹

－ －

日米共同方面隊指揮所
演習（日本）（YS-83）

22.11.28
～12.13

朝霞駐屯地、東千歳駐
屯地、健軍駐屯地等

【自衛隊】
陸上幕僚監部、陸上総隊、北部方
面隊、西部方面隊、教育訓練研究
本部等、統合幕僚監部、海上自衛
隊及び航空自衛隊

【米軍】
太平洋陸軍司令部、在日米陸軍司
令部、第1軍団、第11空挺師団、
第7歩兵師団、第3海兵師団等、
太平洋艦隊、太平洋空軍等

－ －

米海兵隊との実動訓練
（アイアン・
フィスト23）

（注2）

23.2.16
～3.12

日出生台演習場、徳之
島、 喜 界 島、 キ ャ ン
プ・ハンセン（訓練地
区）、高遊原分屯地等

【自衛隊】
陸上総隊（水陸機動団、第1空挺
団、第1ヘリコプター団等）西部
方面隊（西部方面航空隊等）
海上自衛隊掃海隊群（輸送艦「お
おすみ」）

【米軍】
第31海兵機動展開隊等、第7艦隊

（強襲揚陸艦「アメリカ」、ドッグ
型輸送揚陸艦「グリーンベイ」及
びドッグ型揚陸艦「アシュランド」）

－ －

令和4年度米国に
おける実動訓練 23.1～2 米国

【自衛隊】
特殊作戦群

【米軍】
特殊作戦コマンド

－ －

海上自衛隊

訓練名 期間
（年月日） 場　所 参加部隊 人員など 

（日本）
人員など 
（米国）

日米共同訓練 22.4.8～
4.17

日本周辺（東シナ海及
び日本海を含む。）

【自衛隊】
護衛艦「いなづま」、「こんごう」 艦艇2隻

空母「エイブラハム・リンカーン」、巡
洋艦「モービル・ベイ」、駆逐艦「スプ
ルーアンス」、補給艦「ティピカヌー」、
貨物弾薬補給艦「リチャード・E・バー
ド」

日米共同訓練 22.4.13、
4.14 日本海 【自衛隊】

護衛艦「こんごう」 艦艇1隻 巡洋艦「モービル・ベイ」、駆逐艦「ス
プルーアンス」

日米共同訓練 22.5.8～
5.16 関東南方 【自衛隊】

護衛艦「てるづき」、P-3C、UP-3D
艦艇1隻
航空機2機

空母「ロナルド・レーガン」、巡洋艦
「アンティータム」

日米共同訓練 22.5.9 南シナ海 【自衛隊】
練習艦「かしま」、「しまかぜ」 艦艇2隻 駆逐艦「グリッドレイ」
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訓練名 期間
（年月日） 場　所 参加部隊 人員など 

（日本）
人員など 
（米国）

日米共同訓練（サイ
バー共同対処訓練）

22.5.11、
5.12 米海軍横須賀基地

【自衛隊】
海上自衛隊システム通信隊群保全
監査隊

－
米海軍NIOC-HAWAII N3J部

（U.S. Navy Information Operation 
Command-Hawaii N3J 部）

日米共同訓練 22.5.18 相模湾 【自衛隊】
SH-60J 航空機1機 MH-60R

日米共同訓練
（ILEX22-1） 22.5.18 沖縄周辺 【自衛隊】

補給艦「はまな」 艦艇1隻 駆逐艦「ラファエル・ペラルタ」

衛生特別訓練 22.5.20 自衛隊横須賀病院及び
横須賀米海軍病院

【自衛隊】
横須賀地方総監部、自衛隊横須賀
病院、横須賀基地業務隊、横須賀
衛生隊

【米軍】
横須賀米海軍病院

人員約60名 人員約200名

日米共同訓練 22.5.24
～5.26 関東南方 【自衛隊】

護衛艦「てるづき」 艦艇1隻
空母「ロナルド・レーガン」、巡洋艦

「アンティータム」、駆逐艦「ベンフォー
ルド」

対潜特別訓練 22.5.31 房総半島南方 【自衛隊】
SH-60K、潜水艦

艦艇1隻
航空機1機 MH-60R

日米共同訓練 22.6.5、
6.7 南シナ海 【自衛隊】

護衛艦「はるさめ」 艦艇1隻 駆逐艦「フィッツジェラルド」、補給艦
「ティピカヌー」

日米共同訓練 22.6.17
～6.19 太平洋 【自衛隊】

護衛艦「いずも」、「たかなみ」 艦艇2隻 駆逐艦「サンプソン」、補給艦「ラパハ
ノック」

実機雷処分訓練及び
掃海特別訓練

22.6.21
～6.30 硫黄島周辺

【自衛隊】
掃海母艦「ぶんご」
掃海艦「ひらど」
掃海艇「ひらしま」、「すがしま」、

「うくしま」、「あいしま」、「くろし
ま」

艦艇7隻 水中処分員等約10名

日米共同訓練
（ILEX22-2） 22.6.25 太平洋 【自衛隊】

護衛艦「いずも」、「たかなみ」 艦艇2隻 補給艦「ヘンリー・J・カイザー」

日米共同訓練（サイ
バー共同対処訓練）

22.6.27
～6.29

ハワイ（米海軍ヒッカ
ム統合基地及び護衛艦

「いずも」）

【自衛隊】
海上自衛隊システム通信隊群保全
監査隊

－
米海軍NIOC-HAWAII

（U.S. Navy Information Operation 
Command-Hawaii）

日米共同訓練
（ILEX22-3） 22.7.6 大西洋 【自衛隊】

練習艦「かしま」、「しまかぜ」 艦艇2隻 補給艦「アークティク」

日米共同訓練 22.7.13 南西諸島周辺 【自衛隊】
P-3C 航空機1機 P-8A

機雷戦訓練（陸奥湾）
及び掃海特別訓練

22.7.17
～7.29 陸奥湾

【自衛隊】
掃海母艦1隻、掃海艦2隻、掃海
艇10隻、MCH-101×2機、P-3C
×4機、P-1×2機

艦艇13隻、
航空機8機 掃海艦2隻、MH-53E×2機

日米共同訓練 22.7.23
～7.24 太平洋 【自衛隊】

護衛艦「きりさめ」 艦艇1隻 沿海域戦闘艦「ジャクソン」、貨物弾薬
補給艦「カール・ブラッシャー」

日米共同訓練 22.7.25 日本周辺（太平洋上）
【自衛隊】
護衛艦「ひゅうが」、「いなづま」、

「まきなみ」、「ゆうぎり」、「きりし
ま」、P-1、EP-3、OP-3C、UP-3D

艦艇5隻
航空機4機 EA-18G

日米共同訓練 22.7.25 相模湾 【自衛隊】
護衛艦「やまぎり」 艦艇1隻 UH-60L×2機

日米共同訓練
（ILEX22-4） 22.7.30 ミクロネシア周辺 【自衛隊】

護衛艦「きりさめ」 艦艇1隻 貨物弾薬補給艦「セサール・チャベス」

日米共同訓練
（ILEX22-5） 22.8.1 太平洋 【自衛隊】

練習艦「かしま」、「しまかぜ」 艦艇2隻 補給艦「リチャード E.バード」

日米共同訓練
（ILEX22-6） 22.8.7 ハワイ周辺 【自衛隊】

護衛艦「いずも」、「たかなみ」 艦艇2隻 補給艦「ペコス」

日米共同訓練 22.8.8 ソロモン諸島周辺 【自衛隊】
護衛艦「きりさめ」 艦艇1隻 沿海域戦闘艦「オークランド」

日米共同訓練
（ILEX22-7） 22.8.10 太平洋 【自衛隊】

練習艦「かしま」、「しまかぜ」 艦艇2隻 補給艦「ペコス」

日米共同訓練 22.8.13
～8.24 沖縄東方 【自衛隊】

護衛艦「やまぎり」、「おおなみ」 艦艇2隻
空母「ロナルド・レーガン」、強襲揚陸
艦「トリポリ」、ドック型輸送揚陸艦

「ニュー・オーリンズ」、ドック型揚陸
艦「ラシュモア」

対潜特別訓練 22.8.25 房総半島南方 【自衛隊】
P-1、潜水艦

艦艇1隻、
航空機1機 P-8A、MH-60R

日米共同訓練 22.9.12
～9.22

日本周辺（東シナ海を
含む。）

【自衛隊】
護衛艦「あまぎり」 艦艇1隻

空母「ロナルド・レーガン」、巡洋艦
「チャンセラーズビル」、駆逐艦「バ
リー」・「ベンフォールド」、補給艦「ラ
パハノック」

日米共同訓練
（輸送特別訓練）

22.9.16
～9.19

日本周辺（太平洋上）
及び沼津海浜訓練場

【自衛隊】
輸送艦「くにさき」、LCAC 艦艇2隻 強襲揚陸艦「トリポリ」、ドック型輸送

揚陸艦「ラシュモア」、LCU、MH-60S
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訓練名 期間
（年月日） 場　所 参加部隊 人員など 

（日本）
人員など 
（米国）

日米共同訓練 22.9.21
～9.23 東シナ海 【自衛隊】

EP-3、OP-3C 航空機2機 EP-3E

日米共同訓練（ノーブ
ル・フュージョン22）

22.10.19
～10.21 南シナ海 【自衛隊】

護衛艦「きりさめ」 艦艇1隻 沿海域戦闘艦「オークランド」

日米共同訓練 22.10.26、
10.27 日本周辺（太平洋上） 【自衛隊】

P-3C 航空機1機 P-8A

日米共同訓練 22.10.27、
10.28 沖縄南方 【自衛隊】

P-3C 航空機1機 P-8A

日米共同訓練（サイ
バー共同対処訓練）

22.11.1、
11.2 米海軍横須賀基地

【自衛隊】
海上自衛隊システム通信隊群保全
監査隊

－
米海軍NIOC-HAWAII N3J部

（U.S. Navy Information Operation 
Command-Hawaii N3J部）

機雷戦訓練（日向灘）
及び掃海特別訓練
（日米共同訓練）

22.11.18
～11.28 日向灘

【自衛隊】
掃海母艦1隻、掃海艦3隻、掃海
艇16隻、MCH-101×3機

艦艇20隻、
航空機3機 掃海艦2隻、MH-53E×2機

日米共同訓練 22.11.21 相模湾 【自衛隊】
護衛艦「やまぎり」 艦艇1隻 UH-60L×2機

日米共同訓練 22.12.2
～12.8

関東南方から四国南方
に至る海空域

【自衛隊】
護衛艦「いかづち」 艦艇1隻

空母「ロナルド・レーガン」、巡洋艦
「シャイロー」、補給艦「ジョン・エリ
クソン」

対潜特別訓練 22.12.6 関東南方 【自衛隊】
護衛艦「いずも」、P-1、潜水艦

艦艇2隻、
航空機1機 P-8A、MH-60R

日米共同訓練 22.12.19 硫黄島南方からグアム
東方に至る海空域

【自衛隊】
P-1 航空機1機 空 母「 ニ ミ ッ ツ 」、P-8A、F/A-18、

E-2D、E/A-18G、B-52

日米共同訓練 23.1.15
～1.23

関東南方から四国南方
を経て沖縄周辺に至る
海空域

【自衛隊】
護衛艦「あしがら」 艦艇1隻

巡洋艦「アンティータム」・「チャンセ
ラーズビル」・「シャイロー」、駆逐艦

「ラファエル・ペラルタ」、補給艦「ジョ
ン・エリクソン」、貨物弾薬補給艦「ワ
シントン・チャンバース」

日米共同訓練
（ILEX23） 23.1.26 沖縄周辺 【自衛隊】

補給艦「おうみ」 艦艇1隻 巡洋艦「アンティータム」

日米共同訓練
（注3） 23.1.27 日本海 【自衛隊】

P-3C、F-35A 航空機2機 P-8A、F-16、E-3、F-35B

日米共同訓練 23.1.30、
1.31 沖縄南方 【自衛隊】

P-1、P-3C 航空機2機 P-8A

機雷戦訓練（伊勢湾）
及び掃海特別訓練
（日米共同訓練）

23.2.1～
2.10 伊勢湾

【自衛隊】
輸送艦1隻、掃海艦2隻、掃海艇7
隻、MCH-101×3機

艦艇10隻、
航空機3機 水中処分員及びUUV操作員約15名

日米共同訓練 23.2.5 南シナ海 【自衛隊】
護衛艦「まきなみ」 艦艇1隻 沿海域戦闘艦「チャールストン」

日米共同訓練 23.2.22 グアム周辺
【自衛隊】
護衛艦「あさぎり」、練習艦「しま
かぜ」

艦艇2隻 空母「ニミッツ」、駆逐艦「ウエイン・
E・メイヤー」・「ディケイタ―」

日米共同訓練
（ILEX23-2） 23.2.22 日本海 【自衛隊】

補給艦「ましゅう」 艦艇1隻 駆逐艦「バリー」

令和4年度米国派遣訓
練（電磁機動戦）

23.2.24
～3.7

アメリカ合衆国ワシン
トン州ウィッビーアイ
ランド海軍航空基地及
び同周辺空域

【自衛隊】
第81航空隊（EP-3）

航空機
人員約40名

日米共同訓練 23.2.27
～3.12

広島湾及び九州西方か
ら沖縄周辺

【自衛隊】
輸送艦「おおすみ」、LCAC、掃海
艇「ひらしま」、掃海艇「やくし
ま」

艦艇4隻
強襲揚陸艦「アメリカ」、ドッグ型揚陸
艦「アシュランド」、ドック型輸送揚陸
艦「 グ リ ー ン ベ イ 」、LCAC、LCU、
MH-60S

日米共同訓練（コー
プ・エンジェル）

23.2.28
～3.3 四国南方及び九州南方 【自衛隊】

US-2 航空機1機 MC-130J、CV-22、HH-60

日米共同訓練 23.3.1 相模湾 【自衛隊】
SH-60K 航空機1機 MH-60R

日米共同訓練
（注4）

23.3.23
～3.26

太平洋から東シナ海に
至る海空域

【自衛隊】
護衛艦「いせ」、第5地対艦ミサイ
ル連隊、AH-64、UH-60

艦艇1隻、航空機
空母「ニミッツ」、巡洋艦「バンカー・
ヒル」、駆逐艦「ディケイタ―」・「ウェ
イン・E・メイヤー」

日米共同訓練 23.3.24
～3.25 南シナ海 【自衛隊】

護衛艦「きりさめ」 艦艇1隻 駆逐艦「ミリアス」、「チャンフーン」

航空自衛隊

訓練名 期間
（年月日） 場　所 参加部隊 人員など 

（日本）
人員など 
（米国）

米軍との共同訓練 22.6.3 青森県東方の太平洋上
の空域

【自衛隊】
第2航空団、北部航空警戒管制団 F-15 ×2機 B-1×2機

米軍との共同訓練 22.6.22 那覇南方の太平洋上の
空域

【自衛隊】
第9航空団、南西航空警戒管制団 F-15 ×2機 B-1×2機
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訓練名 期間
（年月日） 場　所 参加部隊 人員など 

（日本）
人員など 
（米国）

米軍との共同訓練 22.6.29 東シナ海及び日本海上
の空域

【自衛隊】
第2航空団、第6航空団、第8航
空団、北部航空警戒管制団、中部
航空警戒管制団、西部航空警戒管
制団

F-15×8機、 
F-2×4機 B-1×2機

米軍との共同訓練
22.7.6、
7.11～

7.12
日本海、太平洋及び東
シナ海上の空域

【自衛隊】
第5航空団、第8航空団、第9航
空団、西部航空警戒管制団、南西
航空警戒管制団

F-15×12機、
F-2×8機

F-22×12機、F-35A×4機、F-15C×
13機、E-3×1機、KC-135×1機、
P-8×1機

米軍との共同訓練 22.8.4 沖縄周辺空域 【自衛隊】
第9航空団、南西航空警戒管制団 F-15×3機 F-15C×2機

米軍との共同訓練 22.8.9 沖縄周辺空域 【自衛隊】
第9航空団、南西航空警戒管制団 F-15×4機 F-15C×6機

米軍再編に係る三沢飛
行場から小松基地への

訓練移転
22.8.29

～9.2 小松基地、小松沖空域 【自衛隊】
第6航空団 F-15×6機程度 人員90名程度

F-16×6機程度

米軍との共同訓練 22.9.9 青森県西方の日本海上
の空域

【自衛隊】
第2航空団、北部航空警戒管制団 F-15×4機 F-16×15機、KC-135×2機、F-35B

×4機

米軍との共同訓練 22.9.13、
9.15

那覇南方の太平洋上の
空域

【自衛隊】
第9航空団、警戒航空団、第1輸
送航空隊、航空救難団、南西航空
警戒管制団

F-15×23機、
E-2C×1機、
C-130H×1機、
U-125A×1機、
UH-60J×1機

F-15C×16機、KC-135×2機

日米共同戦術空輸訓練 22.9.25
～9.30

アメリカ合衆国ハワイ
州パールハーバーヒッ
カム統合基地及びその
周辺空域

【自衛隊】
航空支援集団

人員約20名、
C-2×1機 －

米軍との共同訓練 22.9.28 沖縄周辺空域 【自衛隊】
第9航空団、南西航空警戒管制団 F-15×4機 F-15C×4機、KC-135×1機、F-35B

×3機

米軍との共同訓練 22.10.13 沖縄周辺空域 【自衛隊】
第9航空団、南西航空警戒管制団 F-15×2機 F-15C×2機

米軍との共同訓練 22.10.18 沖縄周辺空域 【自衛隊】
第9航空団、南西航空警戒管制団 F-15×2機 F-15C×6機

米軍との共同訓練 22.10.26 沖縄周辺空域 【自衛隊】
第9航空団、南西航空警戒管制団 F-15×20機 F-15C×8機、KC-135×3機、FA-18

×2機、KC-130×1機

米軍との共同訓練 22.10.27 宮古島・多良間島北方
の海空域

【自衛隊】
航空救難団

U-125A×1機、
UH-60J×1機 CV-22×1機、MC-130J×1機

米軍との共同訓練 22.10.27 日本海上の空域

【自衛隊】
第2航空団、第7航空団、第8航
空団、北部航空警戒管制団、中部
航空警戒管制団、西部航空警戒管
制団

F-15×4機、 
F-2×8機 B-52×2機

米軍再編に係る岩国飛
行場から新田原基地へ

の訓練移転
22.11.8
～11.18

新田原基地、四国沖空
域等

【自衛隊】
第5航空団 F-15×8機程度 人員110名程度

FA-18×10機程度

米軍再編に係る三沢飛
行場から百里基地への

訓練移転
22.11.10
～11.18

百里基地、百里沖空域
等

【自衛隊】
第7航空団 F-2×8機程度 人員130名程度

F-16×12機程度

米軍再編に係る嘉手納
飛行場から築城基地へ

の訓練移転
22.11.10
～11.18

築城基地、四国沖空域
等

【自衛隊】
第8航空団 F-2×12機程度 人員190名程度

F-15×12機程度

米軍との共同訓練 22.11.29 沖縄周辺空域 【自衛隊】
第9航空団、南西航空警戒管制団 F-15×4機 F-22×2機、KC-135×1機、EA-18G

×2機、F-35B×4機

米軍との共同訓練 22.12.14 沖縄周辺空域 【自衛隊】
第9航空団、南西航空警戒管制団 F-15×4機 F-15C×1機、KC-135×2機、 

EA-18G×2機、F-35B×2機

米軍との共同訓練 22.12.20 日本海上の空域
【自衛隊】
第6航空団、第8航空団、中部航
空警戒管制団、西部航空警戒管制
団

F-15×4機、 
F-2×4機 B-52×2機、C-17×1機

米軍との共同訓練 22.12.21 青森県西方の日本海上
の空域

【自衛隊】
第3航空団、北部航空警戒管制団 F-35A×3機 F-16×14機、EA-18G×2機

米軍との共同訓練 23.1.10 沖縄周辺空域 【自衛隊】
第9航空団、南西航空警戒管制団 F-15×2機 B-1×2機

米軍との共同訓練 23.1.19 沖縄周辺空域
【自衛隊】
第8航空団、第9航空団、警戒航
空団、南西航空警戒管制団

F-2×3機、 
F-15×12機、 
E-767×1機

F-15×10機、KC-135×1機、E-3×
1機、HH-60×2機、P-8×1機

米軍との共同訓練 23.2.28 茨城県東方の太平洋上
の空域

【自衛隊】
第7航空団、中部航空警戒管制団 F-2×2機 B-52×2機
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訓練名 期間
（年月日） 場　所 参加部隊 人員など 

（日本）
人員など 
（米国）

米軍との共同訓練 23.3.2 日本海上の空域

【自衛隊】
第3航空団、第7航空団、第8航
空団、北部航空警戒管制団、中部
航空警戒管制団、西部航空警戒管
制団

F-35A×4機、
F-2×4機、 
F-2×4機

B-1×2機、F-16×4機、KC-135×1
機

米軍との共同訓練 23.3.3 日本海上の空域

【自衛隊】
第3航空団、第6航空団、第8航
空団、北部航空警戒管制団、中部
航空警戒管制団、西部航空警戒管
制団

F-35A×4機、
F-15×4機、 
F-2×4機

B-1×2機

米軍との共同訓練 23.3.6 日本海上の空域 【自衛隊】
第8航空団、西部航空警戒管制団 F-2×2機 B-52×1機

米軍との共同訓練 23.3.14 沖縄周辺空域 【自衛隊】
第9航空団、南西航空警戒管制団 F-15×4機 F-22×2機、F-16×4機、KC-135×

1機

米軍との共同訓練 23.3.30 日本海及び東シナ海上
の空域

【自衛隊】
第2航空団、第6航空団、第5航
空団、第8航空団、北部航空警戒
管制団、中部航空警戒管制団、西
部航空警戒管制団

【米軍】
第2爆撃航空団

F-15×12機、
F-2×4機 B-52×2機

（注1）一部の訓練に豪・加・英軍艦艇、豪・加軍航空機が参加
（注2）海上自衛隊も参加
（注3）航空自衛隊も参加
（注4）陸上自衛隊も参加
（注5）この他、各自衛隊と米軍の部隊の間で平素より小規模な訓練等を実施
（注6）人員数については公表時のものを基準

	資料30	 日米共同研究・開発プロジェクト

項　　目 概　　要
共同研究・開発
実施のための政
府間取極の締結

時期
終了時期

ダクテッドロケット・エンジン、先進鋼技術、戦闘車両用セラミック・エンジン、アイセーフ・レーザー
レーダー、射出座席、先進ハイブリッド推進技術、浅海域音響技術、弾道ミサイル防衛技術、野戦砲用高安
全性発射薬、P-3Cの後継機の搭載電子機器ソフトウェア無線機、先進船体材料・構造技術、艦載型対空
レーダ、艦載型戦闘指揮システム、携帯型化学剤自動検知器、航空燃料及びそれらのエンジン排気にさらさ
れる者への影響、航空機器への応用のための画像ジャイロ、ハイブリッド電気駆動、高速多胴船の最適化、
化学剤呈色反応識別装置

終了

弾道ミサイル防衛用能力向
上型迎撃ミサイル 将来の弾道ミサイル防衛用能力向上型迎撃ミサイルの開発 2006年6月

2019年3月
（共同生産・配
備段階に移行）

部隊運用におけるジェット燃
料及び騒音への曝露の比較

航空機整備員を対象に燃料成分曝露、騒音レベル、聴力測定を行い、作業環境
でのジェット燃料の聴覚への影響について調査を実施する研究 2015年11月 継続中

高耐熱性ケース技術
ロケットモータ用の高耐熱性CFRP※モータケースを設計・製造し、試験を実
施する研究（※CFRP：Carbon Fiber Reinforced Plastic  炭素繊維強化プラス
チック）

2018年7月 継続中

次世代水陸両用技術 水陸両用車のデジタルモデルを基に、シミュレーションにより実現可能性の検
討を実施する研究 2019年5月 継続中

日米間のネットワーク間 
インターフェース

日米両国のネットワークの間のインターフェースを設計、構築し、試験を実施
する研究 2020年9月 継続中

モジュール型ハイブリッド
電気駆動車両システム

モジュール型のハイブリッド電気駆動車両システムを設計、製造し、試験評価
を行う研究 2020年10月 継続中
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	資料31	 再編の実施のための日米ロードマップ（仮訳）
� （ワシントンDC、平成18年5月1日）
概観
2005年10月29日、日米安全保障協議委員会の構成員た
る閣僚は、その文書「日米同盟：未来のための変革と再
編」において、在日米軍及び関連する自衛隊の再編に関す
る勧告を承認した。その文書において、閣僚は、それぞれ
の事務当局に対して、「これらの個別的かつ相互に関連す
る具体案を最終的に取りまとめ、具体的な実施日程を含め
た計画を2006年3月までに作成するよう」指示した。この
作業は完了し、この文書に反映されている。
再編案の最終取りまとめ
個別の再編案は統一的なパッケージとなっている。これ
らの再編を実施することにより、同盟関係にとって死活的
に重要な在日米軍のプレゼンスが確保されることとなる。
これらの案の実施における施設整備に要する建設費その
他の費用は、明示されない限り日本国政府が負担するもの
である。米国政府は、これらの案の実施により生ずる運用
上の費用を負担する。両政府は、再編に関連する費用を、
地元の負担を軽減しつつ抑止力を維持するという、2005
年10月29日の日米安全保障協議委員会文書におけるコ
ミットメントに従って負担する。
実施に関する主な詳細
1　沖縄における再編
（a）普天間飛行場代替施設
●日本及び米国は、普天間飛行場代替施設を、辺野
古岬とこれに隣接する大浦湾と辺野古湾の水域を
結ぶ形で設置し、V字型に配置される2本の滑走
路はそれぞれ1600メートルの長さを有し、2つの
100メートルのオーバーランを有する。各滑走路
の在る部分の施設の長さは、護岸を除いて1800
メートルとなる（別添の2006年4月28日付概念
図参照）。この施設は、合意された運用上の能力
を確保するとともに、安全性、騒音及び環境への
影響という問題に対処するものである。
●合意された支援施設を含めた普天間飛行場代替施
設をキャンプ・シュワブ区域に設置するため、
キャンプ・シュワブの施設及び隣接する水域の再
編成などの必要な調整が行われる。
●普天間飛行場代替施設の建設は、2014年までの
完成が目標とされる。
●普天間飛行場代替施設への移設は、同施設が完全
に運用上の能力を備えた時に実施される。
●普天間飛行場の能力を代替することに関連する、
航空自衛隊新田原基地及び築城基地の緊急時の使
用のための施設整備は、実地調査実施の後、普天
間飛行場の返還の前に、必要に応じて、行われ
る。
●民間施設の緊急時における使用を改善するための
所要が、二国間の計画検討作業の文脈で検討さ

れ、普天間飛行場の返還を実現するために適切な
措置がとられる。
●普天間飛行場代替施設の工法は、原則として、埋
立てとなる。
●米国政府は、この施設から戦闘機を運用する計画
を有していない。

（b）兵力削減とグアムへの移転
●約8000名の第3海兵機動展開部隊の要員と、その
家族約9000名は、部隊の一体性を維持するよう
な形で2014年までに沖縄からグアムに移転する。
移転する部隊は、第3海兵機動展開部隊の指揮部
隊、第3海兵師団司令部、第3海兵後方群（戦務
支援群から改称）司令部、第1海兵航空団司令部
及び第12海兵連隊司令部を含む。
●対象となる部隊は、キャンプ・コートニー、キャ
ンプ・ハンセン、普天間飛行場、キャンプ瑞慶覧
及び牧港補給地区といった施設から移転する。
●沖縄に残る米海兵隊の兵力は、司令部、陸上、航
空、戦闘支援及び基地支援能力といった海兵空地
任務部隊の要素から構成される。
●第3海兵機動展開部隊のグアムへの移転のための
施設及びインフラの整備費算定額102.7億ドルの
うち、日本は、これらの兵力の移転が早期に実現
されることへの沖縄住民の強い希望を認識しつ
つ、これらの兵力の移転が可能となるよう、グア
ムにおける施設及びインフラ整備のため、�28億ド
ルの直接的な財政支援を含め、60.9億ドル（2008
米会計年度の価格）を提供する。米国は、グアム
への移転のための施設及びインフラ整備費の残り
を負担する。これは、2008米会計年度の価格で
算定して、財政支出31.8億ドルと道路のための約
10億ドルから成る。

（c）土地の返還及び施設の共同使用
●普天間飛行場代替施設への移転、普天間飛行場の
返還及びグアムへの第3海兵機動展開部隊要員の
移転に続いて、沖縄に残る施設・区域が統合さ
れ、嘉手納飛行場以南の相当規模の土地の返還が
可能となる。
●双方は、2007年3月までに、統合のための詳細な
計画を作成する。この計画においては、以下の6
つの候補施設について、全面的又は部分的な返還
が検討される。
○キャンプ桑江：全面返還。
○キャンプ瑞慶覧：部分返還及び残りの施設とイ
ンフラの可能な限りの統合。
○普天間飛行場：全面返還（上記の普天間飛行場
代替施設の項を参照）。
○牧港補給地区：全面返還。
○那覇港湾施設：全面返還（浦添に建設される新
たな施設（追加的な集積場を含む。）に移設）。
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○陸軍貯油施設第1桑江タンク・ファーム：全面
返還。

●返還対象となる施設に所在する機能及び能力で、
沖縄に残る部隊が必要とするすべてのものは、沖
縄の中で移設される。これらの移設は、対象施設
の返還前に実施される。
●SACO最終報告の着実な実施の重要性を強調し
つつ、SACOによる移設・返還計画については、
再評価が必要となる可能性がある。
●キャンプ・ハンセンは、陸上自衛隊の訓練に使用
される。施設整備を必要としない共同使用は、
2006年から可能となる。
●航空自衛隊は、地元への騒音の影響を考慮しつ
つ、米軍との共同訓練のために嘉手納飛行場を使
用する。

（d）再編案間の関係
●全体的なパッケージの中で、沖縄に関連する再編
案は、相互に結びついている。
●特に、嘉手納以南の統合及び土地の返還は、第3
海兵機動展開部隊要員及びその家族の沖縄からグ
アムへの移転完了に懸かっている。
●沖縄からグアムへの第3海兵機動展開部隊の移転
は、（1）普天間飛行場代替施設の完成に向けた具
体的な進展、（2）グアムにおける所要の施設及び
インフラ整備のための日本の資金的貢献に懸かっ
ている。

2　米陸軍司令部能力の改善
●キャンプ座間の米陸軍司令部は、2008米会計年度ま
でに改編される。その後、陸上自衛隊中央即応集団
司令部が、2012年度（以下、日本国の会計年度）ま
でにキャンプ座間に移転する。自衛隊のヘリコプ
ターは、キャンプ座間のキャスナー・ヘリポートに
出入りすることができる。
●在日米陸軍司令部の改編に伴い、戦闘指揮訓練セン
ターその他の支援施設が、米国の資金で相模総合補
給廠内に建設される。
●この改編に関連して、キャンプ座間及び相模総合補
給廠の効率的かつ効果的な使用のための以下の措置
が実施される。
○相模総合補給廠の一部は、地元の再開発のため
（約15ヘクタール）、また、道路及び地下を通る
線路のため（約2ヘクタール）に返還される。影
響を受ける住宅は相模原住宅地区に移設される。
○相模総合補給廠の北西部の野積場の特定の部分
（約35ヘクタール）は、緊急時や訓練目的に必要
である時を除き、地元の使用に供される。
○キャンプ座間のチャペル・ヒル住宅地区の一部
（1.1ヘクタール）は、影響を受ける住宅のキャン
プ座間内での移設後に、日本国政府に返還され
る。チャペル・ヒル住宅地区における、あり得べ

き追加的な土地返還に関する更なる協議は、適切
に行われる。

3　横田飛行場及び空域
●航空自衛隊航空総隊司令部及び関連部隊は、2010
年度に横田飛行場に移転する。施設の使用に関する
共同の全体計画は、施設及びインフラの所要を確保
するよう作成される。
●横田飛行場の共同統合運用調整所は、防空及びミサ
イル防衛に関する調整を併置して行う機能を含む。
日本国政府及び米国政府は、自らが必要とする装備
やシステムにつきそれぞれ資金負担するとともに、
双方は、共用する装備やシステムの適切な資金負担
について調整する。
●軍事運用上の所要を満たしつつ、横田空域における
民間航空機の航行を円滑化するため、以下の措置が
追求される。
○民間航空の事業者に対して、横田空域を通過する
ための既存の手続について情報提供するプログラ
ムを2006年度に立ち上げる。
○横田空域の一部について、2008年9月までに管制
業務を日本に返還する。返還される空域は、2006
年10月までに特定される。
○横田空域の一部について、軍事上の目的に必要で
ないときに管制業務の責任を一時的に日本国の当
局に移管するための手続を2006年度に作成する。
○日本における空域の使用に関する、民間及び（日
本及び米国の）軍事上の所要の将来の在り方を満
たすような、関連空域の再編成や航空管制手続の
変更のための選択肢を包括的に検討する一環とし
て、横田空域全体のあり得べき返還に必要な条件
を検討する。この検討は、嘉手納レーダー進入管
制業務の移管の経験から得られる教訓や、在日米
軍と日本の管制官の併置の経験から得られる教訓
を考慮する。この検討は2009年度に完了する。

●日本国政府及び米国政府は、横田飛行場のあり得べ
き軍民共同使用の具体的な条件や態様に関する検討
を実施し、開始から12か月以内に終了する。
○この検討は、共同使用が横田飛行場の軍事上の運
用や安全及び軍事運用上の能力を損なってはなら
ないとの共通の理解の下で行われる。
○両政府は、この検討の結果に基づき協議し、その
上で軍民共同使用に関する適切な決定を行う。

4　厚木飛行場から岩国飛行場への空母艦載機の移駐
●第5空母航空団の厚木飛行場から岩国飛行場への移
駐は、F／A-18、EA-6B、E-2C及びC-2航空機から
構成され、（1）必要な施設が完成し、（2）訓練空
域及び岩国レーダー進入管制空域の調整が行われた
後、2014年までに完了する。
●厚木飛行場から行われる継続的な米軍の運用の所要
を考慮しつつ、厚木飛行場において、海上自衛隊
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EP-3、OP-3、UP-3飛行隊等の岩国飛行場からの移
駐を受け入れるための必要な施設が整備される。
●KC-130飛行隊は、司令部、整備支援施設及び家族
支援施設とともに、岩国飛行場を拠点とする。航空
機は、訓練及び運用のため、海上自衛隊鹿屋基地及
びグアムに定期的にローテーションで展開する。
KC-130航空機の展開を支援するため、鹿屋基地に
おいて必要な施設が整備される。
●海兵隊CH-53Dヘリは、第3海兵機動展開部隊の要
員が沖縄からグアムに移転する際に、岩国飛行場か
らグアムに移転する。
●訓練空域及び岩国レーダー進入管制空域は、米軍、
自衛隊及び民間航空機（隣接する空域内のものを含
む）の訓練及び運用上の所要を安全に満たすよう、
合同委員会を通じて、調整される。
●恒常的な空母艦載機離発着訓練施設について検討を
行うための二国間の枠組みが設けられ、恒常的な施
設を2009年7月又はその後のできるだけ早い時期に
選定することを目標とする。
●将来の民間航空施設の一部が岩国飛行場に設けられ
る。

5　ミサイル防衛
●双方が追加的な能力を展開し、それぞれの弾道ミサ
イル防衛能力を向上させることに応じて、緊密な連
携が継続される。
●新たな米軍のXバンド・レーダー・システムの最適
な展開地として航空自衛隊車力分屯基地が選定され
た。レーダーが運用可能となる2006年夏までに、
必要な措置や米側の資金負担による施設改修が行わ
れる。
●米国政府は、Xバンド・レーダーのデータを日本国
政府と共有する。

●米軍のパトリオットPAC-3能力が、日本における
既存の米軍施設・区域に展開され、可能な限り早い
時期に運用可能となる。

6　訓練移転
●双方は、2007年度からの共同訓練に関する年間計
画を作成する。必要に応じて、2006年度における
補足的な計画が作成され得る。
●当分の間、嘉手納飛行場、三沢飛行場及び岩国飛行
場の3つの米軍施設からの航空機が、千歳、三沢、
百里、小松、築城及び新田原の自衛隊施設から行わ
れる移転訓練に参加する。双方は、将来の共同訓
練・演習のための自衛隊施設の使用拡大に向けて取
り組む。
●日本国政府は、実地調査を行った上で、必要に応じ
て、自衛隊施設における訓練移転のためのインフラ
を改善する。
●移転される訓練については、施設や訓練の所要を考
慮して、在日米軍が現在得ることのできる訓練の質
を低下させることはない。
●一般に、共同訓練は、1回につき1～5機の航空機が
1～7日間参加するものから始め、いずれ、6～12機
の航空機が8～14日間参加するものへと発展させる。
●共同使用の条件が合同委員会合意で定められている
自衛隊施設については、共同訓練の回数に関する制
限を撤廃する。各自衛隊施設の共同使用の合計日数
及び1回の訓練の期間に関する制限は維持される。
●日本国政府及び米国政府は、即応性の維持が優先さ
れることに留意しつつ、共同訓練の費用を適切に分
担する。

（別添概念図省略）
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	資料32	 普天間飛行場代替施設に関する経緯

年　　月 経　　　緯

1996年  4月 橋本総理（当時）・モンデール大使（当時）会談、普天間飛行場の全面返還を表明 SACO中間報告
→今後5～7年以内に、十分な代替施設が完成した後、飛行場を返還

12月 SACO最終報告
→海上施設を沖縄本島の東海岸沖に建設（撤去可能なもの）

1999年11月 稲嶺沖縄県知事（当時）、軍民共用を条件に移設候補地を名護市辺野古沿岸域に決定した旨を表明

12月
岸本名護市長（当時）、受入を表明
「普天間飛行場の移設に係る政府方針」（閣議決定）
→「キャンプ・シュワブ水域内名護市辺野古沿岸域」における建設

2002年  7月
防衛庁長官と沖縄県知事などとの間で「代替施設の使用協定に係る基本合意書」を締結
「普天間飛行場代替施設の基本計画」策定
→規模、工法、具体的建設場所などを決定

2003年11月 ラムズフェルド国防長官（当時）、沖縄訪問
2004年  8月 沖縄県宜野湾市の大学構内に米軍ヘリ墜落

2005年10月「2＋2」共同発表→新たな案（キャンプ・シュワブ海岸線区域とこれに近接する大浦湾水域を結ぶL字型）で合意

2006年  4月 防衛庁長官と名護市長・宜野座村長との間で「普天間飛行場代替施設の建設に係る基本合意書」を締結
→周辺地域上空の飛行ルートを回避する方向で対応することに合意（V字案）

5月

・「2＋2」共同発表
→「再編の実施のための日米ロードマップ」において最終取りまとめ、V字案を承認

防衛庁長官と沖縄県知事との間で「在沖米軍再編に係る基本確認書」を締結
・「在日米軍の兵力構成見直し等に関する政府の取組について」（閣議決定）
→1999（平成11）年12月閣議決定は廃止

8月「普天間飛行場の移設に係る措置に関する協議会」設置
2007年  8月 環境影響評価方法書を沖縄県知事などに送付
2009年  4月 環境影響評価準備書を沖縄県知事などに送付

9月 民主党・社民党・国民新党、三党連立政権合意書を締結
→米軍再編や在日米軍基地のあり方についても見直しの方向で臨む旨合意

11月「普天間飛行場の代替施設に関する閣僚レベルのワーキング・グループ」設置 日米首脳会談→普天間飛行場の移設について、「ワーキング・グループ」を通じて迅速に解決することで一致
12月 基本政策閣僚委員会開催、沖縄基地問題検討委員会設置

2010年  5月
「2＋2」共同発表
→普天間飛行場の代替の施設をキャンプ・シュワブ辺野古崎地区及びこれに隣接する水域に設置する意図を確認

「平成22年5月28日に日米安全保障協議委員会において承認された事項に関する当面の政府の取組について」閣議決定
8月 普天間飛行場の代替の施設に関する専門家会合報告書

2011年  6月
「2＋2」共同発表
→代替の施設の滑走路の形状をV字型に決定するとともに、代替の施設の計画を14（平成26）年より後のできる限り早い
時期に完了させるとのコミットメントを確認

2011年12月
～12年  1月 環境影響評価書を沖縄県知事に送付

2012年  2月
在日米軍再編に関する日米共同報道発表
→海兵隊のグアムへの移転及びその結果として生ずる嘉手納以南の土地の返還の双方を普天間飛行場の代替施設に関する進
展から切り離すことについて公式な議論を開始

4月
「2＋2」共同発表
→四閣僚は、普天間飛行場を辺野古に移設する現在の計画が、引き続き、唯一の有効な解決策であるとの認識を再確認

海兵隊のグアムへの移転及びその結果として生ずる嘉手納以南の土地の返還の双方を普天間飛行場の代替施設に関する進展か
ら切り離すことについて、合意

12月 環境影響評価書（補正後の評価書）を沖縄県知事などに送付
2013年  3月 公有水面埋立承認願書を沖縄県知事に提出

4月「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画」公表→移設等により22（平成34）年度又はその後に普天間飛行場を返還可能

10月
「2＋2」共同発表
→四閣僚は、普天間飛行場の代替施設を辺野古に建設することが、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策
であるとの認識を再確認

12月 沖縄県知事が普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面の埋立を承認
2014年  7月 代替施設建設事業に着手

2015年  4月
「2＋2」共同発表
→四閣僚は、普天間飛行場の代替施設を辺野古に建設することが、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策
であることを再確認

10月
・沖縄県知事が普天間飛行場代替施設建設事業に係る公有水面の埋立承認を取消し
・沖縄防衛局長から国土交通大臣に対し、沖縄県知事による公有水面の埋立承認の取消処分に対する審査請求及び執行停止申
立て

・国土交通大臣が埋立承認取消処分の執行停止を決定
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年　　月 経　　　緯

11月

・日米防衛相会談
　→ 普天間飛行場のキャンプ・シュワブへの移設が、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であることを再
確認

・国土交通大臣が埋立承認取消処分の取消しを求め、代執行訴訟を提起
・日米首脳会談
　→普天間飛行場の辺野古への移設が唯一の解決策である旨発言

2016年  3月
・国が裁判所の和解案受入れ
・埋立工事の中止
・国土交通大臣が沖縄県知事に対して公有水面の埋立承認の取消処分の取消しをするよう是正の指示
・沖縄県知事が、国土交通大臣による是正の指示を不服として、国地方係争処理委員会へ審査申出

4月

日米首脳会談
→普天間飛行場の辺野古への移設が唯一の解決策であるとの立場は不変であり、「急がば回れ」の考えの下、和解を決断した
ものである旨説明したうえで、辺野古移設を一日も早く完了することにより、普天間返還を実現したい旨述べるとともに、
沖縄の負担軽減について、引き続きともに取り組んでいきたい旨発言。米側から、普天間飛行場の辺野古移設に関する訴
訟の和解について、安倍内閣総理大臣の戦略的な判断として理解している、引き続き緊密に協力して取り組んでいきたい
旨発言

6月
・国地方係争処理委員会が審査結果を通知
・日米防衛相会談
→普天間飛行場の辺野古への移設が唯一の解決策であることを確認

7月 国土交通大臣が不作為の違法確認訴訟を提起

9月 日米防衛相会談
→普天間飛行場の辺野古への移設が唯一の解決策であることを確認

12月

・日米防衛相会談
→普天間飛行場の辺野古への移設が、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であることを再確認

・不作為の違法確認訴訟について、最高裁が沖縄県知事の上告を棄却（国勝訴が確定）
・沖縄県知事が公有水面の埋立承認の取消処分を取消し
・普天間飛行場代替施設建設事業を再開
・日米首脳会談
→普天間飛行場の辺野古移設が唯一の解決策との立場は不変であり、最高裁判決を受け、工事を再開した、今後政府として
工事を着実に進めていきたい旨発言

2017年  2月

・日米防衛相会談
→普天間飛行場の辺野古への移設が唯一の解決策であることを再確認

・日米首脳会談
→普天間飛行場の代替施設を辺野古に建設することが、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であること
を確認

4月 公有水面埋立ての本体部分に当たる護岸工事を開始

6月 日米防衛相会談
→普天間飛行場の辺野古への移設が唯一の解決策であることを再確認

7月 沖縄県が、国に対し、知事の許可を受けることなく、岩礁破砕等行為をしてはならないことを求める訴訟（差止訴訟）を提起

8月
「2＋2」共同発表
→四閣僚は、普天間飛行場の代替施設を辺野古に建設することが、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策
であることを再確認

11月 日米首脳会談
→普天間飛行場の辺野古への移設が、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であることを確認

2018年  3月 岩礁破砕等行為の差止訴訟について、那覇地裁が沖縄県の訴えを却下

4月 日米首脳会談
→普天間飛行場の辺野古への移設が、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であることを再確認

8月 沖縄県副知事が公有水面の埋立承認を取消し（撤回）

10月

・沖縄防衛局長から国土交通大臣に対し、沖縄県副知事による公有水面の埋立承認の撤回処分に対する審査請求及び執行停止
申立て

・日米防衛相会談
→普天間飛行場の辺野古への移設が、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であることを再確認

・国土交通大臣が埋立承認の撤回処分の執行停止を決定
11月 沖縄県知事が、国土交通大臣の執行停止決定を不服として、国地方係争処理委員会へ審査申出

12月 ・岩礁破砕等行為の差止訴訟について、福岡高裁那覇支部が沖縄県の控訴を棄却
・キャンプ・シュワブ南側の海域における埋立工事に着手

2019年  1月 岩屋防衛大臣（当時）とシャナハン国防長官代行（当時）との会談
→普天間飛行場の辺野古への移設が、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であることを確認

2月
・国地方係争処理委員会が、国土交通大臣が行った執行停止に対する沖縄県知事の審査申出を却下
・沖縄県は普天間飛行場の名護市辺野古への移設に伴う埋立ての賛否を問う県民投票を実施
　→ 「賛成」が11万4,933票、「反対」が43万4,273票、「どちらでもない」が5万2,682票であった（投票総数60万5,385
票、投票率52.48％）

  3月 ・沖縄県知事が、埋立承認の撤回処分の執行停止決定の取消しを求める訴訟を提起
・岩礁破砕等行為の差止訴訟について、沖縄県が最高裁への上告受理申立てを取下げ（国勝訴が確定）
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年　　月 経　　　緯

4月

・国土交通大臣が沖縄防衛局長の審査請求に対し、沖縄県副知事による埋立承認の撤回処分を取り消す裁決
・「2＋2」共同発表
→四閣僚は、普天間飛行場の代替施設を辺野古に建設することが、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策
であることを再確認

・埋立承認の撤回処分の執行停止決定の取消訴訟について、沖縄県知事が訴えを取下げ
・沖縄県知事が、国土交通大臣の裁決を不服として、国地方係争処理委員会に審査申出

6月
・岩屋防衛大臣（当時）とシャナハン国防長官代行（当時）との会談
→普天間飛行場の辺野古移設を含めた米軍再編計画の着実な進展のため、緊密に協力していくことで一致

・国地方係争処理委員会が、国土交通大臣が行った裁決に対する沖縄県知事の審査申出を却下
7月 沖縄県知事が、国地方係争処理委員会の却下を不服として、福岡高裁那覇支部に国の関与（裁決）の取消訴訟を提起

  8月
・沖縄県が、国土交通大臣の裁決を不服として、裁決の取消しを求める訴訟（抗告訴訟）を提起
・日米防衛相会談
→普天間飛行場の辺野古への移設が、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であることを確認

10月 ・国の関与（裁決）の取消訴訟について、福岡高裁那覇支部が沖縄県知事の訴えを却下する裁決
・国の関与（裁決）の取消訴訟について、沖縄県知事が最高裁に上告受理申立て

11月 日米防衛相会談
→普天間飛行場の辺野古への移設が、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であることを確認

2020年  1月 日米防衛相会談
→普天間飛行場の辺野古への移設が、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であることを確認

3月 国の関与（裁決）の取消訴訟について、最高裁が沖縄県知事の上告を棄却（国勝訴が確定）
4月 地盤改良工事の追加等に伴う埋立の変更承認申請書を沖縄県知事に提出

8月 日米防衛相会談
→普天間飛行場の辺野古への移設が、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であることを確認

11月 裁決の取消訴訟（抗告訴訟）について、那覇地裁が沖縄県の訴えを却下
12月 裁決の取消訴訟（抗告訴訟）について、沖縄県が福岡高裁那覇支部に控訴

2021年  3月

・日米防衛相会談
→普天間飛行場の辺野古への移設が、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であることを再確認

・「2＋2」共同発表
→四閣僚は、普天間飛行場の代替施設を辺野古に建設することが、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策
であることを再確認

4月
・日米首脳会談
→普天間飛行場の辺野古への移設が、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であることを確認

・キャンプ・シュワブ南側の海域における海水面から3.1m（一部護岸沿いは4.0m）までの埋立てが完了
8月 ・キャンプ・シュワブ南側の海域の埋立てについて海水面から4.0mまで到達
11月 ・沖縄県知事が変更承認申請を不承認

12月
・沖縄防衛局長から国土交通大臣に対し、不承認処分の取消しを求める審査請求を申立て
・裁決の取消訴訟（抗告訴訟）について、福岡高裁那覇支部が沖縄県の控訴を棄却
・裁決の取消訴訟について、沖縄県が最高裁に上告受理申立て

2022年  1月
・「2＋2」共同発表
→四閣僚は、普天間飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策である、辺野古における普天間飛行場代替施設の
建設継続を確認

4月 ・国土交通大臣が沖縄防衛局長の審査請求に対し、沖縄県知事による不承認処分を取り消す裁決
・国土交通大臣が沖縄県知事に対して変更承認申請を承認するよう是正の指示

5月
・沖縄県知事が、国土交通大臣の裁決を不服として、国地方係争処理委員会へ審査申出
・沖縄県知事が、国土交通大臣による是正の指示を不服として、国地方係争処理委員会へ審査申出
・日米首脳会談
→普天間飛行場の辺野古への移設が、同飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策であることを確認

7月 ・国地方係争処理委員会が、国土交通大臣が行った裁決に対する沖縄県知事の審査申出を却下

8月
・沖縄県知事が、国地方係争処理委員会の却下を不服として、福岡高裁那覇支部に国の関与（裁決）の取消訴訟を提起
・国地方係争処理委員会が、国土交通大臣の是正の指示は違法ではない旨を決定
・沖縄県知事が、国地方係争処理委員会の決定を不服として、福岡高裁那覇支部に国の関与（是正の指示）の取消訴訟を提起

9月
・日米防衛相会談
　→普天間飛行場の辺野古への移設及び馬毛島の施設整備も含め、米軍再編計画を着実に進展させていくことで一致
・沖縄県が、国土交通大臣の裁決を不服として、裁決の取消しを求める訴訟（抗告訴訟）を提起

2023年  1月
・「2＋2」共同発表
　→ 四閣僚は、普天間飛行場の継続的な使用を回避するための唯一の解決策である、辺野古における普天間飛行場代替施設の
建設継続を確認

3月
・ 国の関与（裁決及び是正の指示）の取消訴訟について、福岡高裁那覇支部が判決言い渡し（裁決に係る訴えを却下、是正の
指示に係る請求を棄却）

・国の関与（裁決及び是正の指示）の取消訴訟について、沖縄県知事が最高裁に上告受理申立て
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	資料33	 嘉手納以南　施設・区域の返還時期（見込み）

必要な手続の完了後に速やかに返還可能となる区域
キャンプ瑞慶覧（キャンプ・フォスター）の西普天間住宅地区 返還済（2015年3月31日）
牧港補給地区（キャンプ・キンザー）の北側進入路 返還済（2013年8月31日）
牧港補給地区（キャンプ・キンザー）の第5ゲート付近の区域 返還済（2019年3月31日）
キャンプ瑞慶覧（キャンプ・フォスター）の施設技術部地区の一部 返還済（2020年3月31日）1

沖縄において代替施設が提供され次第、返還可能となる区域
キャンプ桑江（キャンプ・レスター） 2025年度またはその後
キャンプ瑞慶覧（キャンプ・フォスター）のロウワー・プラザ住宅地区 2024年度またはその後
キャンプ瑞慶覧（キャンプ・フォスター）の喜舎場住宅地区の一部 2024年度またはその後
キャンプ瑞慶覧（キャンプ・フォスター）のインダストリアル・コリドー 2024年度またはその後2、3

牧港補給地区（キャンプ・キンザー）の倉庫地区の大半を含む部分 2025年度またはその後
那覇港湾施設 2028年度またはその後
陸軍貯油施設第1桑江タンク・ファーム 2022年度またはその後
普天間飛行場 2022年度またはその後
米海兵隊の兵力が沖縄から日本国外の場所に移転するにともない、返還可能となる区域
キャンプ瑞慶覧（キャンプ・フォスター）の追加的な部分 －
牧港補給地区（キャンプ・キンザー）の残余の部分 2024年度またはその後4

（注）1　白比川沿岸区域も同時期に返還済
2　この区域にある海兵隊の後方支援部隊の一部は日本国外の場所への移転が予想されている。移転のおおよその返還時期への影響を最小
限に抑える取組を行うが、移転の進展に応じて移設手順が変更されることがある。

3　インダストリアル・コリドー南側部分に隣接する地区も同時期に返還可能
4　米海兵隊の日本国外の場所への移転に関する計画は、決定されていない。移転の進展に応じて移設手段が変更されることがある。
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	資料34	 米軍オスプレイのわが国への配備の経緯

2011年  6月  6日 米国防省が2012年の後半に普天間飛行場に配備されているCH-46をMV-22オスプレイに換装する旨の発表
2012年6月13日～ 環境レビューの結果、MV-22のパンフレットなどを沖縄県および関係自治体などに説明

6月29日～

MV-22オスプレイの沖縄配備に係る接受国通報及び米国防省プレスリリース
・2012年10月に1個飛行隊を配備（7月下旬に岩国陸揚げ）
・2013年夏にさらに1個飛行隊を配備
・ 墜落事故の調査結果が日本政府に提供され、飛行運用の安全性が再確認されるまでの間、日本におけるいかな
るMV-22オスプレイの飛行運用もせず

7月23日 岩国飛行場へ陸揚げ

9月19日「MV-22オスプレイの沖縄配備について」を公表（政府として安全性を確認）合同委員会でオスプレイの運用に関する事項について合意
10月  6日 普天間飛行場への移動完了

2013年 1月28日 県民大会実行委員会、沖縄県議会などが総理宛建白書を提出
4月30日 MV-22飛行隊配備にかかる米側からの説明（2013年夏に岩国陸揚げ）を関係自治体に説明
7月30日 2個目飛行隊、岩国飛行場へ陸揚げ
9月25日 普天間飛行場への移動完了

2015年  5月11日 米国防省が2017年後半からCV-22オスプレイを横田飛行場に配備する旨の発表
2016年12月13日 沖縄県名護市沖でMV-22オスプレイ1機が不時着水
2017年  2月  1日 木更津駐屯地におけるMV-22オスプレイの定期機体整備の開始

3月14日 米国防省が横田飛行場に配備予定のCV-22オスプレイの到着を延期する旨の発表を行った情報を関係自治体な
どに提供

8月  5日 第31海兵機動展開部隊（普天間）所属のMV-22オスプレイが豪州東海岸沖で事故

2018年  4月  3日 在日米軍が、2018年夏頃に、CV-22オスプレイを5機配備すること、今後数年間で段階的に計10機を配備す
る旨の発表

8月22日 在日米軍から、5機のCV-22オスプレイを2018年10月1日に横田飛行場に配備し、2024年頃までに段階的に
計10機のCV-22を横田飛行場へ配備する旨の通報があったことを関係自治体などに提供

10月  1日 5機のCV-22オスプレイが横田飛行場に配備
2021年  7月  6日 6機目のCV-22オスプレイが横田飛行場に到着
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	資料35	 駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法の概要

平成39年3月31日まで。ただし、再編交付金の交付については、再編の実施の状況に応じて最長で平成44年3月31日まで

　駐留軍等の再編を実現することが、我が国の平和及び安全の維持に資するとともに、我が国全体として防衛施設の近隣住民の
負担を軽減する上で極めて重要であることに鑑み、次に掲げる特別の措置等を講じ、駐留軍等の再編の円滑な実施に資すること
を目的

１　目的

２　特別の措置等

３　法律の期限

（1）負担が増加する市町村に対する再編交付金

（2）特に負担の大きい地域に対する公共事業の特例

○　駐留軍等労働者の雇用の継続に資するように技能教育訓練等を実施

（3）駐留軍等労働者に係る措置

○　国は、駐留軍等の再編に当たり、その周辺地域における住民の生活の安定に及ぼす影響の増加に配慮することが必要と認め
られる防衛施設を指定。駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実施に資するため必要と認められる場合に、当該防衛施設の周辺市
町村に対し、住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する事業に係る経費に充てるため、再編交付金を交付

○　再編交付金は、住民の生活の安定に及ぼす影響の増加の程度等を考慮し、再編の実施に向けた措置の進捗状況及びその実施
から経過した期間に応じて交付

○　特に負担の大きな市町村を含む地域を再編関連振興特別地域として指定し、道路、港湾等を整備する際の自治体の負担割合
の特例を設けること等により、当該地域の振興を図ること

○　関係閣僚からなる「駐留軍等再編関連振興会議」を防衛省に設置し、同会議において、再編関連振興特別地域の指定、同地域の
振興計画（再編関連振興特別地域整備計画）の策定等に関して審議すること

※１：本法の有効期限については、制定当初は平成29年3月31日までであったが、平成29年3月31日に施行された同法の一部を改正する法
律により10年間延長され、平成39年3月31日までとなった。

　２：本法による特別の措置等については、制定当初は、上記の2（1）～（3）のほか、駐留軍のアメリカ合衆国（グアム）への移転を促進するため、
当該移転に係る家族住宅及びインフラの整備への出融資を実施するための株式会社国際協力銀行の業務の特例が規定されていた。
しかしながら、平成24年4月の「2＋2」共同発表において、在沖米海兵隊のグアム移転に係る日本側の財政的コミットメントは直接的
な資金提供のみとなり、他の形態での財政支援（出融資）は利用しないことが確認されたことを受け、平成29年3月31日に施行された
同法の一部を改正する法律により、当該規定は廃止された。
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	資料36	 23事案の概要
（2022.4.1現在）

施　設　名 範　　囲 面積
（ha）

種　　別
備　　考

安保協 軍転協 県知事 米軍
［返　還　済］
陸 軍 貯 油 施 設 1.浦添・宜野湾市間のパイプライン 4 ◎ 平.2.12.31.返還

キ ャ ン プ 瑞 慶 覧
2.地下通信用マンホール等部分（登川） 0.1 ◎ 平.3.9.30.返還
20.泡瀬ゴルフ場 47 ◎ 平.22.7.31.返還

北 部 訓 練 場
3.国頭村（伊部岳）地区、東村（高江）地区 480 ◎

平.5.3.31.返還
4.県道名護国頭線以南の一部 （256） ◎

キャンプ・シュワブ 5.国道329号沿いの一部（辺野古） 1 ◎ 平.5.3.31.返還
牧港補給地区補助施設 6.全部 0.1 ◎ 平.5.3.31.返還
那 覇 冷 凍 倉 庫 7.全部 建物 ◎ 平.5.3.31.返還
砂 辺 倉 庫 8.全部 0.3 ◎ 平.5.6.30.返還
八 重 岳 通 信 所 9.南側（名護市）および北側（本部町） 19 ◎ 平.6.9.30.返還

恩 納 通 信 所
10.全部 62 ◎

平.7.11.30.返還
11.東側部分 （26） ◎

嘉 手 納 飛 行 場 12.南側の一部（桃原） 2 ◎ 平.8.1.31.返還
知 花 サ イ ト 13.全部 0.1 ◎ 平.8.12.31.返還

キャンプ・ハンセン
14.金武町内の一部（金武） 3 ◎ 平.8.12.31.返還

23 東シナ海側斜面の一部（名護市） 162 ◎ 平.26.6.30.返還（55ha）
平.29.6.30.返還（107ha）

嘉 手 納 弾 薬 庫 地 区

（22.国道58号沿い東側部分（喜納～比謝）、 
南西隅部分（山中エリア）） 74 ○ 平.11.3.25.返還

15.嘉手納バイパス（国道58号西側） 3 ○ ◎ 平.11.3.25.返還

22.旧東恩納弾薬庫部分 98 ◎
平.17.3.31.返還（9ha）
平.18.10.31.返還（58ha）
令.4.3.31.返還（31ha）

ト リ イ 通 信 施 設 16.嘉手納バイパス 4 ◎ 平.11.3.31.返還
工 兵 隊 事 務 所 17.全部 4 ◎ 平.14.9.30.返還

キ ャ ン プ 桑 江
（19.東側部分の南側） 2 ○ ○ 平.6.12.31.返還
18.北側部分（伊平） 38 ◎

平.15.3.31.返還
（18.国道58号沿い） （5） ○

普 天 間 飛 行 場 21.東側沿いの土地（中原～宜野湾） 4 ◎ 平.29.7.31.返還
17施設、22事案 1,008 8 8 3 3

［返還合意後、返還未了事案］
キ ャ ン プ 桑 江 19.東側部分の北側（桑江） 0.5 ◎ 平.13.12.21.返還合意

1施設、1事案 0.5 1 0 0 0
合　　　計 17施設、23事案 1,009 9 8 3 3

（注）1　面積欄の（　）内の数字は、直上の範囲と重複しているもので内数である。
2　種別欄の○印は、事案に含まれる範囲が、別の事案と重複する部分の項目を便宜的に表示しているもの。
3　範囲欄の番号は、事案（計23事案）の区別のため、便宜的に表示したもの。
4　種別欄中の「安保協」は、第15回及び第16回日米安全保障協議委員会会合で了承された沖縄県における施設・区域の整理統合計画の
うち90（平成2）年6月当時までに返還が実施されていない事案、「軍転協」は、沖縄県知事が会長を務める沖縄県軍用地転用促進・
基地問題協議会の返還要望事案、「県知事」は、当時の西銘沖縄県知事が米国政府に対し行った施設・区域の返還要望事案、「米軍」は、
米側が沖縄における施設・区域のうち返還可能とした事案である。
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	資料37	 SACO最終報告（仮訳）
� （平成8年12月2日）
沖縄に関する特別行動委員会（SACO）は、平成7年11
月に、日本国政府及び米国政府によって設置された。両国
政府は、沖縄県民の負担を軽減し、それにより日米同盟関
係を強化するために、SACOのプロセスに着手した。
この共同の努力に着手するに当たり、SACOのプロセス
の付託事項及び指針が日米両国政府により定められた。す
なわち、日米双方は、日米安全保障条約及び関連取極の下
におけるそれぞれの義務との両立を図りつつ、沖縄県にお
ける米軍の施設及び区域を整理、統合、縮小し、また、沖
縄県における米軍の運用の方法を調整する方策について、
SACOが日米安全保障協議委員会（SCC）に対し勧告を作
成することを決定した。このようなSACOの作業は、1年
で完了するものとされた。
平成8年4月15日に開催されたSCCは、いくつかの重要
なイニシアティブを含むSACO中間報告を承認し、SACO
に対し、平成8年11月までに具体的な実施スケジュールを
付した計画を完成し、勧告するよう指示した。
SACOは、日米合同委員会とともに、一連の集中的かつ
綿密な協議を行い、中間報告に盛り込まれた勧告を実施す
るための具体的な計画及び措置をとりまとめた。
本日、SCCにおいて、池田大臣、久間長官、ペリー長
官及びモンデール大使は、このSACO最終報告を承認し
た。この最終報告に盛り込まれた計画及び措置は、実施さ
れれば、沖縄県の地域社会に対する米軍活動の影響を軽減
することとなろう。同時に、これらの措置は、安全及び部
隊の防護の必要性に応えつつ、在日米軍の能力及び即応態
勢を十分に維持することとなろう。沖縄県における米軍の
施設及び区域の総面積（共同使用の施設及び区域を除く。）
の約21パーセント（約5,002ヘクタール）が返還される。
SCCの構成員は、このSACO最終報告を承認するにあ
たり、一年間にわたるSACOのプロセスの成功裡の結実
を歓迎し、また、SACO最終報告の計画及び措置の着実か
つ迅速な実施を確保するために共同の努力を継続するとの
堅い決意を強調した。このような理解の下、SCCは、各
案件を実現するための具体的な条件を取り扱う実施段階に
おける両国間の主たる調整の場として、日米合同委員会を
指定した。地域社会との所要の調整が行われる。
また、SCCは、米軍の存在及び地位に関連する諸問題
に対応し、米軍と日本の地域社会との間の相互理解を深め
るために、あらゆる努力を行うとの両国政府のコミットメ
ントを再確認した。これに関連して、SCCは、主として
日米合同委員会における調整を通じ、これらの目的のため
の努力を維持すべきことに合意した。
SCCの構成員は、SCC自体と日米安全保障高級事務レ
ベル協議（SSC）が、前記の日米合同委員会における調整
を監督し、適宜指針を与えることに合意した。また、SCC
は、SSCに対し、最重要課題の一つとして沖縄に関連する
問題に真剣に取り組み、この課題につき定期的にSCCに

報告するよう指示した。
平成8年4月の日米安全保障共同宣言に従い、SCCは、
国際情勢、防衛政策及び軍事態勢についての緊密な協議、
両国間の政策調整並びにより平和的で安定的なアジア太平
洋地域の安全保障情勢に向けた努力の重要性を強調した。
SCCは、SSCに対し、これらの目的を追求し、同時に、沖
縄に関連する問題に取り組むよう指示した。
土地の返還
－普天間飛行場　付属文書のとおり
－北部訓練場

以下の条件の下で、平成14年度末までを目途に、北
部訓練場の過半（約3,987ヘクタール）を返還し、また、
特定の貯水池（約159ヘクタール）についての米軍の共
同使用を解除する。
・北部訓練場の残余の部分から海への出入を確保するた
め、平成9年度末までを目途に、土地（約38ヘクター
ル）及び水域（約121ヘクタール）を提供する。
・ヘリコプター着陸帯を、返還される区域から北部訓練
場の残余の部分に移設する。

－安波訓練場
北部訓練場から海への出入のための土地及び水域が提
供された後に、平成9年度末までを目途に、安波訓練場
（約480ヘクタール）についての米軍の共同使用を解除
し、また、水域（約7,895ヘクタール）についての米軍
の共同使用を解除する。
－ギンバル訓練場

ヘリコプター着陸帯が金武ブルー・ビーチ訓練場に移
設され、また、その他の施設がキャンプ・ハンセンに移
設された後に、平成9年度末までを目途に、ギンバル訓
練場（約60ヘクタール）を返還する。
－楚辺通信所

アンテナ施設及び関連支援施設がキャンプ・ハンセン
に移設された後に、平成12年度末までを目途に、楚辺
通信所（約53ヘクタール）を返還する。
－読谷補助飛行場

パラシュート降下訓練が伊江島補助飛行場に移転さ
れ、また、楚辺通信所が移設された後に、平成12年度
末までを目途に、読谷補助飛行場（約191ヘクタール）
を返還する。
－キャンプ桑江

海軍病院がキャンプ瑞慶覧に移設され、キャンプ桑江
内の残余の施設がキャンプ瑞慶覧又は沖縄県の他の米軍
の施設及び区域に移設された後に、平成19年度末まで
を目途に、キャンプ桑江の大部分（約99ヘクタール）
を返還する。
－瀬名波通信施設

アンテナ施設及び関連支援施設がトリイ通信施設に移
設された後に、平成12年度末までを目途に、瀬名波通
信施設（約61ヘクタール）を返還する。ただし、マイ
クロ・ウェーブ塔部分（約0.1ヘクタール）は、保持さ
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れる。
－牧港補給地区

国道58号を拡幅するため、返還により影響を受ける
施設が牧港補給地区の残余の部分に移設された後に、同
国道に隣接する土地（約3ヘクタール）を返還する。
－那覇港湾施設

浦添埠頭地区（約35ヘクタール）への移設と関連し
て、那覇港湾施設（約57ヘクタール）の返還を加速化
するため最大限の努力を共同で継続する。
－住宅統合（キャンプ桑江及びキャンプ瑞慶覧）

平成19年度末までを目途に、キャンプ桑江及びキャ
ンプ瑞慶覧の米軍住宅地区を統合し、これらの施設及び
区域内の住宅地区の土地の一部を返還する。（キャンプ
瑞慶覧については約83ヘクタール、さらにキャンプ桑
江については35ヘクタールが、それぞれ住宅統合によ
り返還される。このキャンプ桑江についての土地面積は、
上記のキャンプ桑江の項の返還面積に含まれている。）
訓練及び運用の方法の調整
－県道104号線越え実弾砲兵射撃訓練

平成9年度中にこの訓練が日本本土の演習場に移転さ
れた後に、危機の際に必要な砲兵射撃を除き、県道104
号線越え実弾砲兵射撃訓練を取り止める。
－パラシュート降下訓練
パラシュート降下訓練を伊江島補助飛行場に移転する。

－公道における行軍
公道における行軍は既に取り止められている。

騒音軽減イニシアティヴの実施
－嘉手納飛行場及び普天間飛行場における航空機騒音規制
措置
平成8年3月に日米合同委員会により発表された嘉手
納飛行場及び普天間飛行場における航空機騒音規制措置
に関する合意は、既に実施されている。
－KC-130ハーキュリーズ航空機及びAV-8ハリアー航空
機の移駐
現在普天間飛行場に配備されている12機のKC-130航
空機を、適切な施設が提供された後、岩国飛行場に移駐
する。岩国飛行場から米国への14機のAV-8航空機の移
駐は完了した。
－嘉手納飛行場における海軍航空機及びMC-130航空機の
運用の移転
嘉手納飛行場における海軍航空機の運用及び支援施設
を、海軍駐機場から主要滑走路の反対側に移転する。こ
れらの措置の実施スケジュールは、普天間飛行場の返還
に必要な嘉手納飛行場における追加的な施設の整備の実
施スケジュールを踏まえて決定される。嘉手納飛行場に
おけるMC-130航空機を平成8年12月末までに海軍駐機
場から主要滑走路の北西隅に移転する。
－嘉手納飛行場における遮音壁

平成9年度末までを目途に、嘉手納飛行場の北側に新
たな遮音壁を建設する。

－普天間飛行場における夜間飛行訓練の運用の制限
米軍の運用上の即応態勢と両立する範囲内で、最大限
可能な限り、普天間飛行場における夜間飛行訓練の運用
を制限する。
地位協定の運用の改善
－事故報告

平成8年12月2日に発表された米軍航空機事故の調査
報告書の提供手続に関する新しい日米合同委員会合意を
実施する。
さらに、良き隣人たらんとの米軍の方針の一環とし
て、米軍の部隊・装備品等及び施設に関係する全ての主
要な事故につき、日本政府及び適当な地方公共団体の職
員に対して適時の通報が確保されるようあらゆる努力が
払われる。
－日米合同委員会合意の公表

日米合同委員会合意を一層公表することを追求する。
－米軍の施設及び区域への立入

平成8年12月2日に日米合同委員会により発表された
米軍の施設及び区域への立入に関する新しい手続を実施
する。
－米軍の公用車両の表示

米軍の公用車両の表示に関する措置についての合意を
実施する。全ての非戦闘用米軍車両には平成9年1月ま
でに、その他の全ての米軍車両には平成9年10月まで
に、ナンバー・プレートが取り付けられる。
－任意自動車保険

任意自動車保険に関する教育計画が拡充された。さら
に、米側は、自己の発意により、平成9年1月から、地
位協定の下にある全ての人員を任意自動車保険に加入さ
せることを決定した。
－請求に対する支払い

次の方法により、地位協定第18条6項の下の請求に関
する支払い手続を改善するよう共同の努力を行う。
・前払いの請求は、日米両国政府がそれぞれの手続を活
用しつつ、速やかに処理し、また、評価する。前払い
は、米国の法令によって認められる場合には常に、可
能な限り迅速になされる。
・米側当局による請求の最終的な裁定がなされる前に、
日本側当局が、必要に応じ、請求者に対し無利子の融
資を提供するとの新たな制度が、平成9年度末までに
導入される。
・米国政府による支払いが裁判所の確定判決による額に
満たない過去の事例は極めて少ない。しかし、仮に将
来そのような事例が生じた場合には、日本政府は、必
要に応じてその差額を埋めるため、請求者に対し支払
いを行うよう努力する。

－検疫手続
12月2日に日米合同委員会により発表された更改され
た合意を実施する。
－キャンプ・ハンセンにおける不発弾除去
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キャンプ・ハンセンにおいては、米国における米軍の
射場に適用されている手続と同等のものである米海兵隊
の不発弾除去手続を引き続き実施する。
－日米合同委員会において、地位協定の運用を改善するた
めの努力を継続する。

普天間飛行場に関するSACO最終報告（仮訳）
（この文書は、SACO最終報告の不可分の一部をなすも
のである。）

（東京、平成8年12月2日）
1．はじめに
（a）平成8年12月2日に開催された日米安全保障協議
委員会（SCC）において、池田外務大臣、久間防衛庁
長官、ペリー国防長官及びモンデール大使は、平成8
年4月15日の沖縄に関する特別行動委員会（SACO）
中間報告及び同年9月19日のSACO現状報告に対す
るコミットメントを再確認した。両政府は、SACO中
間報告を踏まえ、普天間飛行場の重要な軍事的機能及
び能力を維持しつつ、同飛行場の返還及び同飛行場に
所在する部隊・装備等の沖縄県における他の米軍施設
及び区域への移転について適切な方策を決定するため
の作業を行ってきた。SACO現状報告は、普天間に関
する特別作業班に対し、3つの具体的代替案、すなわ
ち（1）ヘリポートの嘉手納飛行場への集約、（2）
キャンプ・シュワブにおけるヘリポートの建設、並び
に（3）海上施設の開発及び建設について検討するよ
う求めた。

（b）平成8年12月2日、SCCは、海上施設案を追求す
るとのSACOの勧告を承認した。海上施設は、他の2
案に比べて、米軍の運用能力を維持するとともに、沖
縄県民の安全及び生活の質にも配意するとの観点か
ら、最善の選択であると判断される。さらに、海上施
設は、軍事施設として使用する間は固定施設として機
能し得る一方、その必要性が失われたときには撤去可
能なものである。

（c）SCCは、日米安全保障高級事務レベル協議（SSC）
の監督の下に置かれ、技術専門家のチームにより支援
される日米の作業班（普天間実施委員会（FIG：
Futenma�Implementation�Group）と称する。）を設
置する。FIGは、日米合同委員会とともに作業を進め、
遅くとも平成9年12月までに実施計画を作成する。こ
の実施計画についてSCCの承認を得た上で、FIGは、
日米合同委員会と協力しつつ、設計、建設、試験並び
に部隊・装備等の移転について監督する。このプロセ
スを通じ、FIGはその作業の現状について定期的に
SSCに報告する。

2．SCCの決定
（a）海上施設の建設を追求し、普天間飛行場のヘリコ
プター運用機能の殆どを吸収する。この施設の長さは

約1,500メートルとし、計器飛行への対応能力を備え
た滑走路（長さ約1,300メートル）、航空機の運用のた
めの直接支援、並びに司令部、整備、後方支援、厚生
機能及び基地業務支援等の間接支援基盤を含む普天間
飛行場における飛行活動の大半を支援するものとす
る。海上施設は、ヘリコプターに係る部隊・装備等の
駐留を支援するよう設計され、短距離で離発着できる
航空機の運用をも支援する能力を有する。

（b）岩国飛行場に12機のKC-130航空機を移駐する。
これらの航空機及びその任務の支援のための関連基盤
を確保すべく、同飛行場に追加施設を建設する。

（c）現在の普天間飛行場における航空機、整備及び後
方支援に係る活動であって、海上施設又は岩国飛行場
に移転されないものを支援するための施設について
は、嘉手納飛行場において追加的に整備を行う。

（d）危機の際に必要となる可能性のある代替施設の緊
急時における使用について研究を行う。この研究は、
普天間飛行場から海上施設への機能移転により、現有
の運用上の柔軟性が低下することから必要となるもの
である。

（e）今後5乃至7年以内に、十分な代替施設が完成し運
用可能になった後、普天間飛行場を返還する。

3．準拠すべき方針
（a）普天間飛行場の重要な軍事的機能及び能力は今後
も維持することとし、人員及び装備の移転、並びに施
設の移設が完了するまでの間も、現行水準の即応性を
保ちつつ活動を継続する。

（b）普天間飛行場の運用及び活動は、最大限可能な限
り、海上施設に移転する。海上施設の滑走路が短いた
め同施設では対応できない運用上の能力及び緊急事態
対処計画の柔軟性（戦略空輸、後方支援、緊急代替飛
行場機能及び緊急時中継機能等）は、他の施設によっ
て十分に支援されなければならない。運用、経費又は
生活条件の観点から海上施設に設置することが不可能
な施設があれば、現存の米軍施設及び区域内に設置す
る。

（c）海上施設は、沖縄本島の東海岸沖に建設するもの
とし、桟橋又はコーズウェイ（連絡路）により陸地と
接続することが考えられる。建設場所の選定において
は、運用上の所要、空域又は海上交通路における衝突
の回避、漁船の出入、環境との調和、経済への影響、
騒音規制、残存性、保安、並びに他の米国の軍事施設
又は住宅地区への人員アクセスについての利便性及び
受入可能性を考慮する。

（d）海上施設の設計においては、荒天や海象に対する
上部構造物、航空機、装備及び人員の残存性、海上施
設及び当該施設に所在するあらゆる装備についての腐
食対策・予防措置、安全性、並びに上部構造物の保安
を確保するため、十分な対策を盛り込むこととする。
支援には、信頼性があり、かつ、安定的な燃料供給、

169 令和5年版 防衛白書

資
料
編

防衛2023_資料編_31-40.indd   169防衛2023_資料編_31-40.indd   169 2023/06/26   13:17:152023/06/26   13:17:15



電気、真水その他のユーティリティ及び消耗資材を含
めるものとする。さらに、海上施設は、短期間の緊急
事態対処活動において十分な独立的活動能力を有する
ものとする。

（e）日本政府は、日米安全保障条約及び地位協定に基
づき、海上施設その他の移転施設を米軍の使用に供す
るものとする。また、日米両政府は、海上施設の設計
及び取得に係る決定に際し、ライフ・サイクル・コス
トに係るあらゆる側面について十分な考慮を払うもの
とする。

（f）日本政府は、沖縄県民に対し、海上施設の構想、
建設場所及び実施日程を含めこの計画の進捗状況につ
いて継続的に明らかにしていくものとする。

4．ありうべき海上施設の工法
日本政府の技術者等からなる「技術支援グループ」

（TSG）は、政府部外の大学教授その他の専門家からな
る「技術アドバイザリー・グループ」（TAG）の助言を得
つつ、本件について検討を行ってきた。この検討の結果、
次の3つの工法がいずれも技術的に実現可能とされた。
（a）杭式桟橋方式（浮体工法）：海底に固定した多数の
鋼管により上部構造物を支持する方式。

（b）箱（ポンツーン）方式：鋼製の箱形ユニットからな
る上部構造物を防波堤内の静かな海域に設置する方式。

（c）半潜水（セミサブ）方式：潜没状態にある下部構
造物の浮力により上部構造物を波の影響を受けない高
さに支持する方式。

5．今後の段取り
（a）FIGは、SCCに対し海上施設の建設のための候補
水域を可能な限り早期に勧告するとともに、遅くとも
平成9年12月までに詳細な実施計画を作成する。この
計画の作成に当たり、構想の具体化・運用所要の明確
化、技術的性能諸元及び工法、現地調査、環境分析、
並びに最終的な構想の確定及び建設地の選定という項
目についての作業を完了することとする。

（b）FIGは、施設移設先において、運用上の能力を確
保するため、施設の設計、建設、所要施設等の設置、
実用試験及び新施設への運用の移転を含む段階及び日
程を定めるものとする。

（c）FIGは、定期的な見直しを行うとともに、重要な
節目において海上施設計画の実現可能性について所要
の決定を行うものとする。
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	資料38	 SACO最終報告の主な進捗状況

【土地の返還】
1．返還済みの施設
施設名（事案名） 進　捗　状　況

北部訓練場
【過半】

・平成11年4月、7か所のヘリコプター着陸帯を移設等の後、過半を返還することで日米合同委員会合意
・平成18年2月、平成11年4月の合意の変更（ヘリコプター着陸帯を7か所から6か所に、造成規模を直径75mから
45mに変更）について日米合同委員会合意

・平成28年12月、過半の返還（約4,000ha）

安
あ

波
は

訓練場
【全面】

・平成10年12月、全面返還（共同使用の解除）

ギンバル訓練場
【全面】

・平成20年1月、ヘリコプター着陸帯を金武ブルー・ビーチ訓練場へ、その他の施設をキャンプ・ハンセンへ移設後、
返還することで日米合同委員会合意

・平成23年7月、全面返還（約60ha）

楚
そ

辺
べ

通信所
【全面】

・平成11年4月、アンテナ等の通信設備を含む通信システム等のキャンプ・ハンセンへの移設後、返還することで日米
合同委員会合意

・平成18年12月、全面返還（約53ha）

読
よみ

谷
たん

補助飛行場
【全面】

・平成14年10月、楚辺通信所の移設後、返還することで日米合同委員会合意
・平成18年12月、全面返還（約191ha）

瀬
せ

名
な

波
は

通信施設
【大部分】

・平成14年3月、アンテナ施設等を含む通信システム等のトリイ通信施設への移設後、大部分返還することで日米合同
委員会合意

・平成18年9月、一部返還（マイクロ・ウェーブ塔部分を除く約61ha）
・平成18年10月、マイクロ・ウェーブ塔部分の財産をトリイ通信施設へ統合

2．米軍再編事案として返還されることとされた施設
施設名（事案名） 進　捗　状　況

普天間飛行場
【全面】→
【全面】※

※平成18年5月、「再編の実施のための日米ロードマップ」において、全面返還と記載
・平成27年12月、市道用地としての一部土地の早期返還について、日米間で合意
【返還済み区域】
・平成9年5月、一部土地の返還（約473m2）
・平成9年9月、一部土地の返還（約62m2）
・平成29年7月、一部土地の返還（約4ha）
・平成30年3月、一部土地の返還（約0.4ha）
・令和2年12月、一部土地の返還（約0.1ha）

キャンプ桑
くわ

江
え

【大部分】→
【全面】※

※平成18年5月、「再編実施のための日米ロードマップ」において、全面返還と記載
・平成14年7月、青少年センターを提供
・平成17年1月、海軍病院及び関連施設の移設・整備について日米合同委員会合意
・平成18年12月、海軍病院の建設の実施について日米合同委員会合意
・平成20年2月、海軍病院の附帯施設（ヘリコプター着陸帯等）の建設の実施について日米合同委員会合意
・平成20年12月、海軍病院の附帯施設（ユーティリティ）の建設の実施について日米合同委員会合意
・平成21年5月、海軍病院の関連施設（独身下士官宿舎等）の建設の実施について日米合同委員会合意
・平成21年10月、海軍病院の関連施設（第1水タンク施設）の建設の実施について日米合同委員会合意
・平成22年10月、海軍病院の関連施設（第2水タンク施設）の建設の実施について日米合同委員会合意
・平成23年9月、海軍病院の関連施設（独身将校宿舎、血液保存施設等）の建設の実施について日米合同委員会合
意

・平成25年2月、海軍病院本体等13棟を提供
・平成25年3月、海軍病院開院
・平成25年12月、海軍病院の関連施設（予防医療センター・アルコールリハビリセンター等）の建設の実施につい
て日米合同委員会合意

・平成27年12月、海軍病院の関連施設（独身将校宿舎、血液保存施設等）を提供
【返還済み区域】
・平成15年3月、北側部分（約38ha）返還

牧
まき

港
みなと

補給地区
【部分】→
【全面】※

※平成18年5月、「再編の実施のための日米ロードマップ」において、全面返還と記載
・平成27年12月、国道拡幅を目的とした一部土地の返還について、合同委員会合意
・平成30年3月、一部土地の返還（約3ha）
【返還済み区域】
・平成9年5月、一部土地の返還（約38m2）
・平成13年9月、一部土地の返還（約1ha）
・平成25年8月、北側進入路の返還（約1ha）
・平成30年3月、一部土地の返還（約3ha）
・平成31年3月、第5ゲート付近の区域の返還（約2ha）
・令和3年5月、一部土地の返還（約0.2ha）

那覇港湾施設
【全面】→
【全面】※

※平成18年5月、「再編の実施のための日米ロードマップ」において、全面返還と記載
【返還済み区域】
・平成12年6月、一部土地の返還（約1ha）
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施設名（事案名） 進　捗　状　況

住宅統合
キャンプ瑞

ず

慶
け

覧
らん

【部分】→
【部分】※

第一段階 ゴルフレンジ地区
・平成11年4月、住宅等の移設・整備について日米合同委員会合意
・平成14年7月、高層住宅2棟を提供
・平成18年7月、アンダーパスを提供
第二段階 サダ地区
・平成14年2月、住宅等の移設・整備について日米合同委員会合意
・平成17年9月、高層住宅2棟、低層住宅38棟等を提供
第三段階 北

ちゃ

谷
たん

東地区
・平成16年3月、住宅等の移設・整備について日米合同委員会合意
・平成20年6月、低層住宅35棟等を提供
第四段階 普天間地区・アッパープラザ地区
・平成17年3月、住宅等の移設・整備について日米合同委員会合意
・平成18年3月、建設工事の実施について日米合同委員会合意（第四段階 普天間地区・アッパープラザ地区）
・平成22年2月、アッパープラザ地区に整備した低層住宅24棟等を提供
・令和2年4月、建設工事の実施について日米合同委員会合意（第四段階 普天間地区）
※平成18年5月、「再編の実施のための日米ロードマップ」において、キャンプ瑞慶覧は部分返還と記載
「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画」
・平成25年4月、「沖縄における在日米軍施設・区域に関する統合計画」において、沖縄に関する特別行動委員会
（SACO）の下での沖縄住宅統合（OHC）計画を再評価し、沖縄における米軍再編後の家族住宅の所要に基づき、
既に建設が合意されている56戸に加えて、家族住宅約910戸（整備区域において撤去される住宅の代替を含む。）
を建設と記載

【返還済み区域】
・平成9年3月、一部土地の返還（約371m2）
・平成9年5月、一部土地の返還（約598m2）
・平成9年6月、一部土地の返還（約353m2）
・平成9年12月、一部土地の返還（約0.3ha）
・平成10年3月、一部土地の返還（約2ha）
・平成12年2月、一部土地の返還（約3ha）
・平成18年12月、一部土地の返還（約145m2）
・平成27年3月、西普天間住宅地区の返還（約51ha）
・令和2年3月、施設技術部地区の一部土地の返還（約11ha）

【訓練及び運用の方法の調整】
事　項 進　捗　状　況

県道104号線越え実弾
砲兵射撃訓練 ・平成9年度、本土の5演習場に移転

パラシュート降下訓練 ・平成12年7月以降、伊江島補助飛行場において移転訓練を実施

【騒音軽減イニシアティブの実施】
1．実施済みのもの

事　項 進　捗　状　況

嘉
か

手
で

納
な

飛行場における
海軍駐機場の移転

・平成17年6月、洗機施設の移転・整備について日米合同委員会合意
・平成20年9月、洗機施設を提供
・平成21年2月、海軍駐機場の移転について日米合同委員会合意
・平成22年10月、敷地造成、駐機場・誘導路等の建設の実施について日米合同委員会合意
・平成23年4月、駐車場及びユーティリティの建設の実施について日米合同委員会合意
・平成25年2月、整備格納庫タイプⅡ等の建設の実施について日米合同委員会合意
・平成25年7月、駐機スペース等を提供
・平成26年7月、格納庫等の建設の実施について、日米合同委員会合意
・平成28年12月、整備格納庫等の提供について、日米合同委員会合意
・平成29年1月、移駐完了
・令和2年2月、既存施設の一部解体の実施について、日米合同委員会合意
・令和3年3月、既存施設の一部について解体完了

嘉手納飛行場における
遮音壁の設置

・平成12年7月、提供

2．米軍再編事案として取り組んでいるもの
事　項 進　捗　状　況

KC-130航空機の移駐※
※平成18年5月、「再編の実施のための日米ロードマップ」において、KC-130飛行隊は、司令部、整備支援施設及
び家族支援施設とともに、岩国飛行場を拠点とし、航空機は、訓練及び運用のため、海上自衛隊鹿屋基地及びグア
ムに定期的にローテーションで展開と記載
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	資料39	 沖縄の基地負担軽減に関する協議体制

名称（設置年） 構成員 目的
沖縄政策協議会
（1996） 内閣総理大臣を除く全閣僚と沖縄県知事 沖縄県に所在する米軍の施設・区域にかかる諸問題や沖

縄に関連する基本施策に関し協議
沖縄政策協議会小委員会
（2013）

内閣官房長官、沖縄担当大臣、外務大臣、防衛大臣、沖縄県知
事 基地負担の軽減及び沖縄振興策に関する諸課題への対応

普天間飛行場負担軽減推進会議
（2014）

内閣官房長官、沖縄担当大臣、外務大臣、防衛大臣、沖縄県知
事及び宜野湾市長 普天間飛行場の負担軽減等について協議

沖縄基地負担軽減推進委員会
（2014）

防衛副大臣、防衛大臣政務官、事務次官、防衛審議官、大臣官
房長、防衛政策局長、整備計画局長、地方協力局長、統合幕僚
長、陸上幕僚長、海上幕僚長、航空幕僚長

沖縄における米軍施設・区域の早期返還及び負担軽減の
推進に関する基本的な方針を検討し、当該方針に基づく
施策を円滑かつ効果的に促進

政府・沖縄県協議会
（2016）

内閣官房長官、沖縄担当大臣、外務大臣、防衛大臣、官房副長
官（事務）、沖縄県知事及び同県副知事 沖縄県の基地負担軽減、振興策について協議
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	資料40	 各種協定締結状況
（2023.3.31現在）

安保・防衛協力文書 地位協定・円滑化協定 防衛装備品・技術移転協定等 物品役務相互提供協定
（ACSA） 情報保護協定

米国

日米安全保障条約
　1951年 9月　署名　
　1952年 4月　発効
　1960年 1月　署名　
　1960年 6月　発効
日米防衛協力のための指針（ガイドラ
イン）
　1978年11月　策定
　1997年 9月　策定
　2015年 4月　策定
　 1996年 4月　日米安全保障共同宣
言

日米地位協定
1960年 1月　署名
1960年 6月　発効
2015年 9月　環境補足協定　
署名・発効
2017年 1月　軍属補足協定　
署名・発効

日米相互防衛援助協定
　1954年 3月　署名
　1954年 5月　発効
対米武器技術供与取極
　 1983年11月　締結（交換公
文）
対米武器・武器技術供与取極
　 2006年 6月　締結（交換
公文）

1996年 4月　署名
　
1996年10月　発効
1998年 4月　署名
　
1999年 9月　改正
2004年 2月　署名
　
2004年 7月　改正
2016年 9月　署名
　
2017年 4月　発効

2007年 8月　署名・
発効

オースト
ラリア

2003年 9月　覚書署名
2007年 3月　日豪安全保障共同宣言
2008年12月　改定
2022年10月　新たな日豪安全保障共
同宣言

2022年 1月　日豪円滑化協定
　署名

2014年 7月　署名
2014年12月　発効

2010年 5月　署名
2013年 1月　発効
2017年 1月　署名
2017年 9月　発効

2012年 5月　署名
2013年 3月　発効

インド 2008年10月　日印安全保障共同宣言
2014年 9月　覚書署名

2015年12月　署名
2016年 3月　発効

2020年 9月　署名
2021年 7月　発効

2015年12月　署名・
発効

インドネ
シア 2015年 3月　覚書署名 2021年 3月　署名・発効 ― ―

ベトナム

2011年10月　覚書署名（防衛協力・
交流）
2015年 9月　覚書署名（PKO分野）
2018年 4月　日越共同ビジョン署名
2019年 5月　覚書署名（防衛産業間
協力）
2021年11月　覚書署名（サイバー分
野）
2021年11月　覚書署名（衛生分野）

2021年 9月　署名・発効 ― ―

フィリピン 2012年 7月　意図表明文書署名
2015年 1月　覚書署名

2016年 2月　署名
2016年 4月　発効 ― ―

タイ 2019年11月　覚書署名 2022年 5月　署名・発効 ― ―

ラオス 2019年10月　覚書署名 ― ― ―

マレーシ
ア 2018年 9月　覚書署名 2018年 4月　署名・発効 ― ―

韓国 2009年 4月　意図表明文書署名 ―

2011年 1月　日韓
防衛相会談で、意見
交換を進めることで
一致

2016年11月　署名・
発効

英国
2004年 1月　覚書署名
2012年 6月　改定
2017年 8月　日英安全保障共同宣言

2023年 1月　日英円滑化協定
　署名 2013年 7月　署名・発効 2017年 1月　署名

2017年 8月　発効

2013年 7月　署名
2014年 1月　発効
2014年10月　改正
議定書署名
2015年 4月　改正
議定書発効

フランス 2014年 7月　意図表明文書署名 2015年 3月　署名
2016年12月　発効

2018年 7月　署名
2019年 6月　発効

2011年10月　署名・
発効

カナダ 2010年11月　日加安全保障共同宣言 ― 2018年 4月　署名
2019年 7月　発効

2022年10月、日加
外相会談で、情報保
護協定の正式交渉を
開始することで一致

ニュージー
ランド 2013年 8月　覚書署名 ―

2014年 7月　日
NZ首脳会談で、検
討することで一致

2022年4月、日NZ
首脳会談で、情報保
護協定の正式交渉を
開始することで一致

NATO 2014年 5月　日・NATO国別パート
ナーシップ協力計画（IPCP）発表 ― ― 2010年 6月　署名・

発効

ドイツ ― 2017年 7月　署名・発効

2023年3月 日 独
2+2で、自衛隊とド
イツ軍の共同活動を
促進するための法的
枠組みの整備を目指
すことで一致

2021年 3月　署名・
発効

イタリア 2012年 6月　意図表明文書署名
2017年 5月　覚書署名

2017年 5月　署名
2019年 4月　発効 ― 2016年 3月　署名

2016年 6月　発効

スウェー
デン 2013年12月　覚書署名 2022年12月　署名・発効 ― ―

ロシア 1999年 8月　覚書署名
2006年 1月　改定 ― ― ―
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安保・防衛協力文書 地位協定・円滑化協定 防衛装備品・技術移転協定等 物品役務相互提供協定
（ACSA） 情報保護協定

ウクライ
ナ 2018年10月　覚書署名

2023年3月、日ウク
ライナ首脳会談で、
情報保護協定の締結
に向けた調整を開始
することで合意

UAE 2018年 5月　覚書署名 ― ― ―

ブラジル 2020年12月　覚書署名 ― ― ―

※ シンガポール、モンゴル、バーレーン、カンボジア、スペイン、カタール、ジョージア、サウジアラビア、ヨルダン、コロンビア、オランダ、カザフスタン、チェコ、フィ
ンランド、ウクライナ、オマーン、イスラエル、パキスタン、スリランカ、ポーランド、ブルネイとも覚書に署名、トルコとも意図表明文書に署名
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	資料41	 留学生受入実績（2022年度の新規受入人数）
� （単位：人）

国名

機関名

米
国

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア

イ
ン
ド

イ
ン
ド
ネ
シ
ア

ベ
ト
ナ
ム

シ
ン
ガ
ポ
ー
ル

フ
ィ
リ
ピ
ン

タ
イ

カ
ン
ボ
ジ
ア

ミ
ャ
ン
マ
ー

ラ
オ
ス

マ
レ
ー
シ
ア

東
テ
ィ
モ
ー
ル

韓
国

モ
ン
ゴ
ル

フ
ラ
ン
ス

ド
イ
ツ

パ
キ
ス
タ
ン

小計

防衛研究所 2 2 1 － － － － － － － － － － 1 － － 1 － 7

防衛大学校 8 － － 4 11 － 2 4 2 3 1 1 1 2 2 6 － － 47

陸自
（教育訓練研究
本部など）

2 － 1 1 － － － 1 － － － － － 2 2 － － 3 12

海自
（幹部学校など） － 2 1 － － － － 1 － － － － － 2 － － － － 6

空自
（幹部学校など） 1 1 1 1 1 － 12 1 － 1 － － － 2 － － － 2 23

統合幕僚学校 － 2 1 － － 2 － － － － － 1 － 2 － － － 1 9

合計 13 7 5 6 12 2 14 7 2 4 1 2 1 11 4 6 1 6 104

176日本の防衛

資
料
編

防衛2023_資料編_41-50.indd   176防衛2023_資料編_41-50.indd   176 2023/06/26   13:17:562023/06/26   13:17:56



	資料42	 最近の日豪防衛協力・交流の主要な実績（2019年度以降）
	 （2019.4.1～2023.3.31）

ハイレベル交流など

19.6 日豪防衛相会談（シンガポール（第18回シャングリラ会合））
19.9 豪空軍本部長訪日
19.10 日豪防衛相電話会談
19.10 日豪防衛相電話会談
19.11 日豪防衛相会談（東京）
19.11 ☆�防衛協力の進展に係る2019年日豪防衛相共同声明
19.11 豪国防軍司令官訪日
19.12 日豪防衛相電話会談
20.4 統幕長と豪国防軍司令官との電話会談
20.5 日豪防衛相電話会談
20.5 空幕長と豪空軍本部長との電話会談
20.7 陸幕長と豪陸軍本部長との電話会談
20.8 海幕長と豪海軍本部長とのテレビ会談
20.8 空幕長と豪空軍本部長との電話会談
20.10 日豪防衛相電話会談
20.10 日豪防衛相会談（東京）
20.10 ☆防衛協力の進展に係る2020年日豪防衛相共同声明
20.10 空幕長と豪空軍本部長とのテレビ会談
20.12 陸幕長と豪陸軍本部長とのテレビ会談
21.4 陸幕長と豪陸軍本部長の電話会談
21.5 日豪防衛相電話会談
21.6 第9回日豪外務・�防衛閣僚協議（「2+2」）（VTC）
21.6 空幕長と豪空軍本部長とのテレビ会談
21.11 豪陸軍本部長訪日
22.1 ☆日豪円滑化協定署名
22.1 統幕長と豪国防軍司令官との電話会談
22.2 日豪防衛相電話会談
22.2 統幕長と豪国防軍司令官との電話会談
22.2 海幕長と豪海軍本部長との懇談（ハワイ）
22.4 統幕長と豪国防軍司令官との会談（ニューデリー（ライシナ対話））
22.4 空幕長と豪空軍本部長との会談（アメリカ）
22.4 豪海軍本部長訪日
22.5 海幕長と豪海軍本部長との懇談（IP22）
22.5 統幕長と豪国防軍司令官との会談（ブリュッセル（NATO参謀長会議））
22.6 日豪防衛相会談（シンガポール（第19回シャングリラ会合））
22.6 統幕長と豪国防軍司令官との会談（シンガポール（第19回シャングリラ会合））
22.6 日豪防衛相会談（東京）
22.6 空幕長と豪空軍本部長との会談（VTC）
22.7 統幕長と豪国防軍司令官、豪統合作戦司令官との会談（シドニー（インド太平洋参謀長会議））
22.7 陸幕長と豪陸軍本部長とのテレビ会談
22.7 空幕長と豪空軍本部長との会談（イギリス）
22.8 日豪防衛相電話会談
22.8 海幕長と豪海軍本部長とのテレビ会談
22.9 空幕長と豪空軍本部長との会談（オーストラリア）
22.10 空幕長と豪空軍本部長との会談（日本）
22.11 海幕長と豪海軍本部長との懇談（WPNS）
22.11 海幕長と豪海軍本部長との会談（マラバールKLE）
22.12 統幕長と豪統合作戦司令官との会談（日本）
22.12 統幕長と豪国防軍司令官との会談（日本）
22.12 第10回日豪外務・防衛閣僚協議、日豪防衛相会談（東京）
23.2 空幕長と豪空軍本部長との会談（オーストラリア）
23.2 陸幕長と豪陸軍本部長とのテレビ会談
23.3 統幕長と豪国防軍司令官との会談（ニューデリー（ライシナ対話））
23.3 日豪次官級協議（キャンベラ）
23.3 統幕長と豪国防軍司令官との会談（日本）
23.3 海幕長　公式訪問

防衛当局者間の定期協議
19.5 日豪防衛当局間協議（東京）
21.4 日豪防衛当局間協議（VTC）
22.7 日豪防衛当局間協議（キャンベラ）
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部隊間の�
交流など

19.9-10 豪空軍機（KC-30A）の小牧基地訪問及び空中給油・輸送機部隊間交流（姉妹飛行隊間交流）
19.11 豪統合作戦本部長の航空総隊司令部訪問
20.1 空自C-130の豪州派遣（国際緊急援助活動）
22.3 豪空軍P-8Aの訪日に伴う部隊間交流
22.8 陸上総隊司令部の豪州訪問に伴う部隊間交流
22.9 豪空軍演習（ピッチブラック22）

　空自F-2×6機、豪空軍F-35×10、E/A-18G×10、KC-30×1
23.1 豪軍空挺学校長の第1空挺団降下訓練始め参加
23.3 日米豪ISR共同訓練

　空自RC-2、海自EP-3、OP-3C、米RC-135、豪P-8A

日米豪�
3か国の協力

19.5 日米豪安全保障・協力会合（SDCF）
19.6 日米豪防衛相会談（シンガポール（第18回シャングリラ会合））
19.8 第6回日米豪シニア・レベル・セミナー（ハワイ）（統幕長）
19.8 第7回日米豪シニア・リーダース・セミナー（ハワイ）（陸幕長）
20.7 日米豪防衛相テレビ会談
20.9 第8回日米豪シニア・リーダース・セミナー（VTC）（陸幕長）
21.7 第9回日米豪シニア・リーダース・セミナー（VTC）（陸幕長）
22.2 日米豪海軍種3国間懇談（ハワイ）（海幕長）
22.6 日米豪防衛相会談（シンガポール（第19回シャングリラ会合））
22.8 第10回日米豪シニア・リーダース・セミナー（アデレード）（陸幕長）
22.10 日米豪防衛相会談（ハワイ）
23.3 統幕長と米インド太平洋軍司令官及び豪国防軍司令官との会談（ニューデリー（ライシナ対話））

陸上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�

（オーストラリア）
日豪実動訓練 22.8 豪州 特殊作戦群 － 特殊作戦コマンド

海上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�

（オーストラリア）

日豪共同巡航訓練 19.5.20
～5.22

本州南方からグアム島周辺に
至る海域 護衛艦「ありあけ」、「あさひ」 艦艇　2隻 フリゲート艦「メルボル

ン」、「パラマタ」

日豪共同訓練
（日豪トライデント）

19.9.17
～9.29

19.10.15
～10.23

関東南方から沖縄周辺を経て
九州西方へ至る海空域

護衛艦「はるさめ」、「てるづ
き」、「あさひ」、「あたご」、補
給艦「ましゅう」、潜水艦、
哨戒機

艦艇　約6隻
航空機 艦艇及び潜水艦

日豪共同訓練 20.9.13
～9.17 南シナ海 護衛艦「かが」、「いかづち」 艦艇　2隻 駆逐艦「ホバート」、補給

艦「シリウス」
日豪共同訓練 20.11.12 九州西方海空域 護衛艦「しまかぜ」 艦艇　1隻 フリゲート艦「アランタ」

日豪共同訓練 21.3.29
～3.31 南シナ海 護衛艦「あけぼの」 艦艇　1隻 フリゲート艦「アンザッ

ク」

日豪共同訓練 21.6.2 関東南方 護衛艦「むらさめ」 艦艇　1隻 フリゲート艦「バララッ
ト」

日豪共同訓練 21.9.18 オーストラリア北方 護衛艦「かが」、「むらさめ」 艦艇　2隻 哨戒艇「マイトランド」
日豪共同訓練

（日豪トライデント）
21.11.10
～11.12 四国南方 護衛艦「いなづま」 艦艇　1隻 フリゲート艦「ワラマン

ガ」
日豪共同訓練 22.3.5 ベンガル湾 護衛艦「ゆうだち」 艦艇　1隻 フリゲート艦「アランタ」

航空自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�

（オーストラリア）

日豪共同訓練
（武士道ガーディア

ン19）
19.9.11
～10.8

千歳基地、三沢基地及び同周
辺空域 航空総隊 F-15×10機

F-2×3機

F/A-18A/B戦闘機7機
KC-30空中給油機×1機
C-17輸送機×1機
C-130J輸送機×1機
人員　約150名

日豪共同訓練 22.3.28
～3.30 関東東方の太平洋上の空域 航空戦術教導団 RC-2×1機 P-8A×1機

（注）�ハイレベル交流とは、本資料編においては防衛大臣・防衛副大臣・防衛大臣政務官・事務次官・防衛審議官・各幕僚長のそれぞれのカウン
ターパートとの会談などを示す。

（注）ハイレベル交流部分には、両国間における防衛協力に関する重要な協定などの締結状況も含む。
（注）VTC（Video�teleconference）とは、テレビ会議あるいはWeb会議を指す。
（注）人員などの数については公表時のものを基準
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	資料43	 最近の日印防衛協力・交流の主要な実績（2019年度以降）
	 （2019.4.1～2023.3.31）

【インド】

ハイレベル交流など

19.9 日印防衛相会談（東京）
19.10 日印防衛相電話会談
19.10 陸幕長インド訪問
19.11 日印防衛相会談（バンコク（第6回ADMMプラス））
19.11 日印防衛相会談、第1回日印外務・防衛閣僚会合（「2+2」）（デリー）
19.12 インド陸軍参謀長訪日
20.1 日印防衛相電話会談
20.1 統幕長インド訪問（ライシナ・ダイアローグ）
20.2 海幕長インド訪問
20.4 空幕長とインド空軍参謀長との電話会談
20.5 日印防衛相電話会談
20.8 空幕長とインド空軍参謀長との電話会談
20.9 海幕長とインド海軍参謀長とのテレビ会談
20.9 ☆日印物品役務相互提供協定（日印ACSA）署名、発効（21.7）
20.9 陸幕長とインド陸軍参謀長との電話懇談
20.9 空幕長とインド空軍参謀長とのテレビ会談
20.11 統幕長とインド国防参謀長との電話会談
20.12 空幕長インド訪問
20.12 日印防衛相電話会談
21.2 インド空軍主催空軍参謀長等会議（エアロ・インディア）（VTC）
21.3 陸幕長とインド陸軍参謀長との電話会談
21.4 統幕長ライシナ・ダイアローグ参加（VTC）
21.6 空幕長とインド空軍参謀長とのテレビ会談
21.6 陸幕長とインド陸軍参謀長との電話会談
21.9 海幕長とインド海軍参謀長との会談（（ニューポート・米国）国際シーパワーシンポジウム）
21.10 空幕長とインド空軍参謀長とのテレビ会談
22.2 海幕長インド訪問
22.3 陸幕長とインド陸軍参謀長との電話会談
22.4 統幕長とインド統合参謀本部兼参謀長委員会参謀長との会談（ニューデリー（ライシナ対話））
22.5 海幕長とインド海軍後部コマンド司令官との会談（（シドニー・豪州）IP22）
22.5 空幕長とインド空軍参謀長との会談（東京）
22.6 陸幕長とインド陸軍参謀長とのテレビ会談
22.7 統幕長とインド統合参謀本部兼参謀長委員会参謀長との会談（シドニー（インド太平洋参謀長会

議））
22.7 海幕長とインド海軍参謀長とのテレビ会談
22.9 日印防衛相会談、第2回日印外務・防衛閣僚会合（「2+2」）（東京）
22.9 空幕長とインド空軍参謀長との会談（ワシントンD.C.（米主催国際空軍参謀長等会同））
22.11 海幕長とインド海軍参謀長との会談（WPNS）
22.11 海幕長とインド海軍参謀長との会談（マラバールKLE）
23.3 陸幕長とインド陸軍参謀長とのテレビ会談
23.3 統幕長訪印、インド国防参謀長と会談（ニューデリー（ライシナ対話））

部隊間の交流など

19.4 戦闘機操縦者交流（空）
19.6 戦闘機操縦者交流（空）
19.9 インド空軍と防空関連部隊などとの交流（空）
20.10 塩害対処に係る日印ヘリ部隊間交流（VTC）（空）
23.3 回転翼操縦者交流（空）
23.3 情報担当者交流（空）

陸上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（インド）

インドにおけるイン
ド陸軍との実動訓練
（ダルマ・�

ガーディアン19）

19.10.15
～11.5

インド　ミゾラム州　対内乱・
ジャングル戦学校及びその周
辺

第1師団第34普通科連隊第5
中隊 人員　約30名 人員　約30名

インドにおけるイン
ド陸軍との実動訓練
（ダルマ・ガーディ

アン21）

22.2.27
～3.10

インド　カルナータカ州　ベル
ガウムコマンドトレーニングセ
ンター及びその周辺

第12旅団第30普通科連隊 人員　約40名 人員　約40名

インドにおけるイン
ド陸軍との実動訓練
（ダルマ・ガーディ

アン22）

23.2.17
～3.2 饗庭野演習場等 第3師団第36普通科連隊 － 第5歩兵大隊
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海上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など

（日本）
人員など
（インド）

インド海軍との�
共同訓練 19.4.24 インド　ゴア沖海空域 第5航空隊 P-3C×1機 潜水艦　1隻

P-8I×1機

インド海軍との�
共同訓練 19.4.28 インド�ヴィシャカパトナム港

及び同周辺海域
派遣海賊対処行動第32次水上
部隊　第4護衛隊護衛艦「さみ
だれ」

艦艇　1隻 駆逐艦「ラージプート�」

日印共同訓練 19.5.23
～5.24

スマトラ島北方海空域（アン
ダマン海） 護衛艦「いずも」、「むらさめ」 艦艇　2隻 フリゲート艦「サヒャドゥ

リ」
インド海軍との�
共同訓練 19.12.23 インド　ムンバイ港及び同周辺海空域

派遣海賊対処行動第34次水上
部隊　護衛艦「さざなみ」 艦艇　1隻 フリゲート艦「タルカ

シュ」、潜水艦

日印親善訓練 20.6.27 インド洋 練習艦「かしま」、「しまゆき」 艦艇　2隻 駆逐艦「ラーナ」、コル
ベット艦「クリッシュ」

日印共同訓練
（JIMEX2020）

20.9.26
～9.28 インド西方海空域 護衛艦「かが」、「いかづち」 艦艇　2隻

駆逐艦「チェンナイ」、フ
リゲート艦「タルカシュ」、
補給艦「ディパック」、航
空機

日印共同訓練 21.6.13 インド洋 練習艦「かしま」、「せとゆき」 艦艇　2隻 コルベット艦「クリシュ」
日印共同訓練 21.6.29 東シナ海 補給艦「はまな」 艦艇　1隻 コルベット艦「キルタン」

日印共同訓練
（JIMEX2021）

21.10.6
～10.8 インド西方 護衛艦「かが」、「むらさめ」 艦艇　2隻

駆逐艦「コチ」
フリゲート艦「テグ」
MIG-29K
P-8I等

日印共同訓練 22.1.13 ベンガル湾 掃海母艦「うらが」、掃海艦「ひ
らど」 艦艇　2隻

フリゲート艦「シヴァリ
ク」
コルベット艦「カドマッ
ト」

日印共同訓練 22.5.23 アラビア海 練習艦「かしま」、�「しまかぜ」 艦艇2隻 補給艦「アディチャ」
日印共同訓練 22.7.23 インド洋 護衛艦�「さみだれ」 艦艇1隻 哨戒艦「スカーニャ」

日印共同訓練
（JIMEX2022）

22.9.11
～9.17 アンダマン海からベンガル湾 護衛艦「いずも」、「たかなみ」 艦艇2隻

駆逐艦「ランヴィジェイ」、
フリゲート艦「サヒャド
リ」、コルベット艦「カド
マット」、「カヴァラッ
ティ」、哨戒艦「スカー
ニャ」、補給艦「ジョティ」、
潜水艦、P-8I、MIG-29K、
DORNIER-228等

日印共同訓練 22.10.29、
10.30 沖縄東方 護衛艦�「はまな」 艦艇1隻

フリゲート艦「シヴァリ
ク」、対潜コルベット艦
「カモルタ」

航空自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（インド）

日印共同訓練
（シンユウ・
マイトゥリ19）

19.10.15
～10.25

インド西ベンガル州アルジャ
ン・シン空軍基地 第1輸送航空隊など

C-130H×1
機
人員　約20名

C-130Jなど

印空軍との戦闘機共
同訓練（ヴィーア・
ガーディアン23）

23.1.16
～1.26

百里基地及び同周辺空域並び
に入間基地

第7航空団、航空戦術教導団、
中部航空警戒管制団

F-2×4機、
F-15×4機

人員約150名
Su-30MK�I×4機
C-17輸送機×2機（展開・
撤収時の輸送のみ）
IL-78空中給油機×1機（展
開・撤収時の支援のみ）

印空軍との輸送機共
同訓練（シンユウ・
マイトゥリ23）

23.3.1、
3.2 小松基地及び同周辺空域 航空支援集団第3輸送航空隊 C - 2× 1機、

人員約10名 C-17×1機、人員約10名

（注）�ハイレベル交流とは、本資料編においては防衛大臣・防衛副大臣・防衛大臣政務官・事務次官・防衛審議官・各幕僚長のそれぞれのカウン
ターパートとの会談などを示す。

（注）ハイレベル交流部分には、両国間における防衛協力に関する重要な協定などの締結状況も含む。
（注）VTC（Video�teleconference）とは、テレビ会議あるいはWeb会議を指す。
（注）人員などの数については公表時のものを基準
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	資料44	 最近の欧州諸国との防衛協力・交流の主要な実績（2019年度以降）
	 （2019.4.1～2023.3.31）

【英国】

ハイレベル交流など

19.7 空幕長訪英
19.9 英国防事務次官訪日
19.11 日英防衛相電話会談
20.1 空幕長訪英
20.4 日英防衛相電話会談
20.5 空幕長と英空軍参謀長との電話会談
20.7 統幕長と英国防参謀長とのテレビ会談
20.9 海幕長と英第1海軍卿兼海軍参謀長とのテレビ会談
21.1 日英防衛相テレビ会談
21.2 第4回日英外務・防衛閣僚会合（「2+2」）（VTC）
21.3 海幕長と英第1海軍卿兼海軍参謀長とのテレビ会談
21.3 日英防衛相電話会談
21.6 防衛審議官と英国防次官とのテレビ会談
21.7 英国防大臣訪日
21.7 英第1海軍卿訪日
21.7 英空軍参謀長訪日
21.7 陸幕長と英陸軍参謀長とのテレビ会談
21.7 海幕長と英第2海軍卿との会談（シンガポール）
21.7 統幕長と英国防参謀総長とのテレビ会談
21.8 空幕長と英空軍参謀長との会談（（コロラドスプリングス・米国）宇宙シンポジウム）
21.9 英国防閣外大臣訪日
21.10 統幕長と英国防参謀総長とのテレビ会談
21.10 統幕長と英国防参謀長とのテレビ会談
22.1 陸幕長と英陸軍参謀長とのテレビ会談
22.4 統幕長と英国防参謀総長との会談（ニューデリー（ライシナ対話））
22.4 空幕長と英国防省宇宙局長との会談（東京）
22.5 統幕長と英国防参謀総長との会談（ブリュッセル（NATO参謀長会議））
22.5 海幕長と英第1海軍卿兼海軍参謀長との会談（（シドニー・豪州）IP22）
22.7 陸幕長訪英
22.7 空幕長訪英
22.7 統幕長と英国防参謀総長との会談（シドニー（インド太平洋参謀長会議））
22.10 日英防衛相会談（VTC）
22.11 海幕長と英第1海軍卿兼海軍参謀長との会談（WPNS)
23.2 防衛審議官と英国防次官との会談（ロンドン）
23.3 日英防衛相会談（東京）
23.3 空幕長と英空軍参謀長との会談
23.3 統幕長と英国防参謀総長とのテレビ会議
23.3 空幕長と英宇宙コマンド司令官との会談（DSEI）

防衛当局者間の定期協議 20.9 第18回日英外務・防衛当局間協議（VTC）
20.10 第14回日英防衛当局間協議（VTC）

部隊間の交流など 19.12 日英部隊間交流（コニングスビー）（空）
23.2 日英部隊間交流（コニングスビー）（空）

統合幕僚監部

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（英国）

英海軍との�
海賊対処共同訓練 20.8.29 アラビア海北部西方海域 護衛艦「おおなみ」 艦艇　1隻 フリゲート艦「アーガイ

ル」

英空母打撃群との
共同訓練 21.11.11 アデン湾 護衛艦「ゆうぎり」 艦艇　1隻

空母「クイーンエリザベ
ス」、駆逐艦「ダイアモン
ド」、「ディフェンダー」、
補給艦「フォートビクトリ
ア」、「タイドスプリング」

陸上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（英国）

英国における�
英陸軍との実動訓練
（ヴィジラント・�
アイルズ19）

19.9.29
～10.24

英国ゲアロックヘッド・トレー
ニング・キャンプ、ストロー
ン・キャンプ及びユー湖周辺

【自衛隊】
富士学校など
【英軍】
第1情報・監視・偵察旅団名誉
砲兵隊

人員　約20名 人員　約30名

英陸軍との実動訓練
（ヴィジラント・ア

イルズ22）
22.11.22
～11.30

相馬原演習場、白河布引山演
習場、三沢対地射爆撃場及び
陸上自衛隊富士学校

第1空挺団 ― 第1王立騎馬砲兵連隊
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海上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（英国）

日英共同訓練 19.10.18 関東南方海空域 護衛艦「てるづき」 艦艇　1隻 測量艦「エンタープライ
ズ」

日英共同訓練 21.9.14
～9.15 日本周辺 潜水艦 艦艇　1隻 潜水艦

日英共同訓練 22.6.20 大西洋（イギリス海峡） 練習艦「かしま」・「しまかぜ」 艦艇　2隻
哨戒艦「マージ―」、海洋
観測測量艦「エンタープラ
イズ」

日英共同訓練 22.6.26 大西洋（イギリス海峡） 練習艦「かしま」・「しまかぜ」 艦艇　2隻 哨戒艦「セヴァーン」

【フランス】

ハイレベル交流など

19.4 フランス陸軍参謀総長訪日
19.11 日仏防衛相会談（マナーマ（第15回マナーマ対話））
20.1 空幕長フランス訪問
20.2 日仏防衛相会談（ミュンヘン（第56回ミュンヘン安全保障会議））
20.4 日仏防衛相電話会談
20.6 空幕長とフランス空軍参謀長との電話会談
20.7 統幕長とフランス軍統合参謀総長とのテレビ会談
20.10 海幕長とフランス海軍参謀長とのテレビ会談
20.11 フランス海軍参謀長訪日
20.12 陸幕長とフランス陸軍参謀長とのテレビ会談
21.1 日仏防衛相テレビ会談
21.5 陸幕長とフランス陸軍参謀長とのテレビ会談
21.5 海幕長とフランス海軍参謀長とのテレビ会談
21.5 空幕長とフランス航空・宇宙軍参謀長とのテレビ会談
21.7 海幕長とフランス海軍参謀長との会談（シンガポール）
21.8 陸幕長とフランス陸軍参謀長とのテレビ会談
21.10 統幕長とフランス軍統合参謀総長とのテレビ会談
21.11 空幕長とフランス航空宇宙軍参謀長との会談（ドバイ）
22.1 第6回日仏外務・防衛閣僚会合（「2＋2」）（VTC）
22.2 陸幕長とフランス陸軍参謀長とのテレビ会談
22.4 空幕長とフランス航空宇宙軍参謀長及びフランス宇宙コマンド司令官との会談（米主催宇宙シン

ポジウム）
22.5 統幕長フランス訪問
22.9 空幕長とフランス航空宇宙軍参謀長との会談（米主催国際空軍参謀長等会同）
22.9 海幕長とフランス海軍参謀長とのテレビ会談
22.11 海幕長とフランス海軍参謀長との会談（WPNS）
23.1 陸幕長とフランス陸軍参謀長とのテレビ会談
23.1 防衛事務次官訪仏

防衛当局者間の定期協議

20.7 第22回日フランス外務・防衛当局間協議（VTC）
21.10 第23回日フランス外務・防衛当局間協議（東京）
21.10 第19回日フランス防衛当局間協議（東京）
22.11 第20回日フランス防衛当局間協議（パリ）

部隊間の交流など 19.6 海自P-1のフランス派遣（パリ国際航空宇宙ショーへの参加）
19.6 空自C-2のフランス派遣（国外運航訓練及び部隊間交流の実施、パリ国際航空宇宙ショーへの参加）

統合幕僚監部

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（フランス）

フランス空軍との�
海賊対処共同訓練 20.1.27 アデン湾 護衛艦「はるさめ」 艦艇　1隻 航空機「PUMA」

フランス海軍との�
海賊対処共同訓練 20.2.21 アデン湾 護衛艦「はるさめ」 艦艇　1隻 フリゲート艦「FORBIN」

フランス海軍との�
海賊対処共同訓練 20.3.18 アデン湾 護衛艦「はるさめ」 艦艇　1隻 強襲揚陸艦「MISTRAL」

仏空母打撃群との
共同訓練

23.1.28
～2.1

アデン湾�西部及びアラビア海
北部 護衛艦「すずつき」 艦艇　1隻

航空母艦「シャルル・ド
ゴール」、駆逐艦「フォル
バン」、「プロヴァンス」、
補給艦「マルヌ」
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海上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（フランス）

フランス海軍との�
共同訓練 19.4.14 九州西方海空域 護衛艦「きりさめ」 艦艇　1隻 フリゲート艦「ヴァンデミ

エール」

日仏共同訓練 21.5.4 沖縄周辺 補給艦「ましゅう」 艦艇　1隻 フリゲート艦「シュルクー
フ」

日仏共同訓練
（オグリ・ヴェルニー）21.9.17 ニューカレドニア周辺 護衛艦「しらぬい」 艦艇　1隻 哨戒機

日仏共同訓練
（オグリ・ヴェルニー）22.3.17 東シナ海 護衛艦「きりさめ」 艦艇　1隻 フリゲート艦「ヴァンデミ

エール」
日仏共同訓練

（オグリ・ヴェルニー
22-2）

22.5.25 アラビア海 練習艦「かしま」・「しまかぜ」 艦艇　2隻 多用途支援艦「ロワール」

日仏共同訓練
（オグリ・ヴェルニー

22-3）
22.6.14 地中海（トゥーロン沖） 練習艦「かしま」・「しまかぜ」 艦艇　2隻 フリゲート艦「オーヴェル

ニュ」

日仏共同訓練
（オグリ・ヴェルニー

22-4）
22.6.27 ハワイ周辺 護衛艦「いずも」・「たかなみ」 艦艇　2隻 フリゲート艦「プレリア

ル」

日仏共同訓練
（オグリ・ヴェルニー

22-5）
22.8.25、
8.26 ニューカレドニア周辺 護衛艦「きりさめ」 艦艇　1隻

哨戒艦「ドントルキャス
トー」、哨戒機「FALCON200」
等

【ドイツ】

ハイレベル交流など

19.10 ドイツ政務次官訪日
19.11 日独防衛相電話会談
20.2 日独防衛相会談（ミュンヘン（第56回ミュンヘン安全保障会議））
20.4 日独防衛相電話会談
20.10 陸幕長とドイツ陸軍総監との電話会談
20.11 日独防衛相テレビ会談
20.11 海幕長とドイツ海軍総監とのテレビ会談
20.12 日独防衛相フォーラム（VTC）
21.2 防衛審議官とドイツ国防次官とのテレビ会談
21.3 ☆日独情報保護協定署名・発効
21.4 第1回日独外務・防衛閣僚会合（「2+2」）（VTC）
21.6 日独防衛相テレビ会談
21.11 ドイツ連邦軍総監訪日
21.11 ドイツ海軍総監訪日
21.11 空幕長とドイツ空軍総監との会談（ドバイ）
21.11 陸幕長とドイツ陸軍総監とのテレビ会談
22.1 陸幕長とドイツ陸軍総監とのテレビ会談
22.3 防衛審議官とドイツ国防次官とのテレビ会談
22.5 統幕長とドイツ連邦軍総監との会談（ブリュッセル（NATO参謀長会議））
22.5 第2回日独次官級戦略対話（東京）
22.6 空幕長とドイツ空軍総監とのテレビ会談
22.6 海幕長とドイツ海軍総監とのテレビ会談
22.7 陸幕長訪独
22.9 空幕長とドイツ空軍総監との会談
22.11 第2回日独外務・防衛閣僚会合（「2+2」）（ハイブリッド）
23.2 第3回日独次官級戦略対話（ミュンヘン（第59回ミュンヘン安全保障会議））
23.3 統幕長ドイツ訪問
23.3 空幕長とドイツ空軍総監との会談
23.3 日独防衛相会談（東京（日独政府間協議））

防衛当局者間の定期協議
19.11 第17回日独政務局長級外務・防衛当局間協議、第14回日独防衛当局間協議（ベルリン）
21.6 第18回日独政務局長級外務・防衛当局間協議（東京）、第15回日独防衛当局間協議（東京）
21.9 第16回日独防衛当局間協議（VTC）

統合幕僚監部

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（ドイツ）

ドイツ海軍との
共同訓練 21.8.29 アデン湾 護衛艦「ゆうぎり」 艦艇　1隻 フリゲート艦「バイエル

ン」
ドイツ海軍との
共同訓練 22.1.29 アデン湾 護衛艦「ゆうだち」 艦艇　1隻 フリゲート艦「バイエル

ン」
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海上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（ドイツ）

日独共同訓練 21.9.24 インド洋東方 護衛艦「かが」、「むらさめ」 艦艇　2隻 フリゲート艦「バイエル
ン」

日独共同訓練 21.11.4
～11.5 関東南方 護衛艦「さみだれ」 艦艇　1隻 フリゲート艦「バイエル

ン」

日独共同訓練 21.12.13 沖縄南方 護衛艦「ゆうぎり」 艦艇　1隻 フリゲート艦「バイエル
ン」

日独共同訓練 22.1.29 アデン湾 護衛艦「ゆうだち」 艦艇　1隻 フリゲート艦「バイエル
ン」

航空自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（ドイツ）

ドイツ空軍との
共同訓練 22.9.28 展開経路上の空域 第7航空団 F-2×3機 ユーロファイター2000×

3機

【オランダ】

ハイレベル交流など

21.9 海幕長とオランダ海軍司令官との会談（（ニューポート・米国）国際シーパワーシンポジウム）
21.10 統幕長とオランダ参謀総長とのテレビ会談
21.11 空幕長とオランダ空軍司令官との会談（ドバイ）
22.5 統幕長オランダ参謀総長との会談（ブリュッセル（NATO参謀長会議））
22.6 統幕長オランダ参謀総長との会談（シンガポール（第19回シャングリラ会合））
22.7 空幕長とオランダ空軍司令官との会談（英ロイヤル・インターナショナル・エア・タトゥー）
22.10 空幕長とオランダ空軍司令官との会談
22.10 海幕長とオランダ海軍司令官との会談（（ヴィネツィア・伊）RSS）

【NATO】

ハイレベル交流など

19.6 NATO軍事委員長訪日
20.4 統幕長とNATO軍事委員長との電話会談
20.11 統幕長とNATO軍事委員長との電話会談
21.4 統幕長とNATO軍事委員長とのテレビ会談
21.10 統幕長とNATO軍事委員長とのテレビ会談
22.5 統幕長NATO訪問
22.6 NATO軍事委員長訪日
22.7 統幕長とNATO軍事委員長との会談（シドニー（インド太平洋参謀長会議））
22.7 空幕長とNATO軍事委員長との会談
22.10 海幕長とナポリ統合軍司令部長との会談（ナポリ・伊）
23.3 防衛副大臣とNATO事務次長との会談（ブリュッセル（第1回EUシューマン安全保障・防衛

フォーラム））
23.3 統幕長とNATO軍事委員長とのテレビ会談

防衛当局者間の定期協議 20.10 第16回日NATO高級事務レベル協議（VTC）
22.12 第17回日NATO高級事務レベル協議（東京）

統合幕僚監部

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）

NATOサイバー防衛演習�
（サイバー・コアリション2019） 19.12 エストニア、日本

日本（内部部局、統幕、自衛隊
指揮通信システム隊）、NATO
加盟国、パートナー国、EU

約20名

サイバー防衛演習
（ロックド・シールズ2021） 21.4 エストニア、日本

日本（内部部局、統幕、自衛隊
指揮通信システム隊）、NATO
加盟国を含む約30か国

約30名（防衛
省・自衛隊以
外の参加者を
含む。）

NATOサイバー防衛演習
（サイバー・コアリション2022）

22.11～
12 エストニア、日本 日本（統幕等）、NATO加盟国、

パートナー国、EU等 7名

サイバー防衛演習
（ロックド・シールズ2022） 22.4 エストニア、日本

日本（内部部局、統幕、陸上自
衛隊システム通信団、海上自衛
隊システム通信隊群、航空自衛
隊作戦システム運用隊、航空自
衛隊航空システム通信隊、自衛
隊サイバー防衛隊）、NATO加
盟国を含む約30か国

約70名（防衛
省・自衛隊以
外の参加者を
含む。）
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海上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（NATO）

日NATO共同訓練 22.6.6 地中海 練習艦「かしま」・「しまかぜ」 艦艇　2隻
フリゲート艦「カルロ・マ
ルゴッティーニ」、フリ
ゲート艦「サーリヒレイ
ス」

【ウクライナ】

ハイレベル交流など

20.2 日ウクライナ防衛相会談（ミュンヘン（第56回ミュンヘン安全保障会議））
21.3 日ウクライナ防衛相テレビ会談
22.3 日ウクライナ防衛相テレビ会談
22.4 日ウクライナ防衛相テレビ会談
23.3 日ウクライナ副大臣会談（東京）

防衛当局者間の定期協議 19.9 第1回日ウクライナ防衛当局間協議（キーウ）

【オーストリア】
ハイレベル交流など 23.2 防衛審議官とオーストリア国防次官との会談（東京）

【ポーランド】

ハイレベル交流など

20.6 防衛審議官とポーランド国防次官との電話会談
22.2 日ポーランド防衛相テレビ会談
22.2 ☆日本国防衛省とポーランド共和国国防大臣との間の防衛協力及び交流に関する覚書
22.3 統幕長とポーランド軍参謀総長とのテレビ会談
22.5 統幕長とポーランド軍参謀総長との会談（ブリュッセル（NATO参謀長会議））
22.10 防衛審議官と国防副大臣兼次官との会談（ワルシャワ（ワルシャワ・セキュリティフォーラム））
23.2 統幕長ポーランド訪問

【チェコ】
ハイレベル交流など 23.1 日チェコ防衛副大臣会談（プラハ）

【EU】

ハイレベル交流など

20.2 防衛大臣とEU外務・安全保障政策上級代表との会談（ミュンヘン（第56回ミュンヘン安全保障
会議））

20.6 統幕長とEU軍事委員長との電話会談
22.5 統幕長とEU軍事委員長との会談（ブリュッセル（NATO参謀長会議））
22.10 防衛審議官と欧州対外活動庁事務次長との会談
23.3 統幕長とEUアタランタ作戦司令官との会談（海賊対処共同訓練の取決め署名式を含む。）
23.3 防衛副大臣による第1回EUシューマン安全保障・防衛フォーラム出席（全体会合にてスピーチ）
23.3 防衛副大臣と欧州対外活動庁事務総長との会談（ブリュッセル（第1回EUシューマン安全保障・

防衛フォーラム））
防衛当局者間の定期協議 20.1 第2回日EU安全保障・防衛協議（東京）

統合幕僚監部

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（EU）

EU海上部隊との�
海賊対処共同訓練
（スペイン）

20.1.18 アデン湾 護衛艦「はるさめ」 艦艇　1隻 フリゲート艦「VICTORIA」

EU海上部隊との�
海賊対処共同訓練
（スペイン）

20.2.7～
2.8 アデン湾 護衛艦「はるさめ」 艦艇　1隻 フリゲート艦「VICTORIA」

EU海上部隊との�
海賊対処共同訓練
（スペイン）

20.6.12 アデン湾西方海域 護衛艦「おおなみ」 艦艇　1隻 フリゲート艦
「NUMANCIA」

EU海上部隊との�
海賊対処共同訓練
（スペイン）

20.6.21 アデン湾西方海域 護衛艦「おおなみ」 艦艇　1隻 フリゲート艦�
「SANTA�MARIA」

EU海上部隊との�
海賊対処共同訓練
（スペイン）

21.2.19 アラビア海北部西方海域 護衛艦「ありあけ」 艦艇　1隻 揚陸艦「CASTILLA」

EU海上部隊との�
海賊対処共同訓練
（イタリア）

21.9.14 アデン湾 護衛艦「ゆうぎり」 艦艇　1隻 フリゲート艦「フェデリ
コ・マルティネンゴ」

EU海上部隊との�
海賊対処共同訓練
（スペイン）

21.10.16 アデン湾 護衛艦「ゆうぎり」 艦艇　1隻 フリゲート艦「VICTORIA」

185 令和5年版 防衛白書

資
料
編

防衛2023_資料編_41-50.indd   185防衛2023_資料編_41-50.indd   185 2023/06/26   13:17:572023/06/26   13:17:57



訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（EU）

EU海上部隊との
海賊対処共同訓練
（フランス）

22.9.11 アラビア海北部 護衛艦「はるさめ」 艦艇　1隻 フリゲート艦
「GUEPRATTE」

EU海上部隊との
海賊対処共同訓練
（スペイン）

22.11.4 アデン湾 P-3C×1 航空機1機 P-3M×1

【イタリア】

ハイレベル交流など

19.4 ☆日イタリア防衛装備品・技術移転協定発効
19.10 海幕長イタリア訪問
20.1 空幕長イタリア訪問
20.5 日伊防衛相電話会談
20.8 空幕長とイタリア空軍参謀長との電話会談
20.10 空幕長とイタリア空軍参謀長との電話会談
21.8 空幕長とイタリア空軍参謀長との会談（（コロラドスプリングス・米国）宇宙シンポジウム）
21.10 空幕長とイタリア空軍参謀長とのテレビ会談
22.3 空幕長とイタリア空軍参謀長とのテレビ会談
22.4 空幕長とイタリア航空教育訓練司令官との会談（（コロラドスプリングス・米国）宇宙シンポジウム）
22.4 日伊防衛相会談（東京）
22.5 イタリア海軍参謀長との会談（RSS）
22.7 空幕長とイタリア空軍参謀長との会談（イギリス）
22.10 空幕長とイタリア空軍参謀長との会談（東京）
22.10 海幕長イタリア訪問
22.11 日伊防衛相電話会談
23.2 防衛事務次官訪伊
23.3 日伊防衛相会談（東京）
23.3 空幕長とイタリア空軍参謀長との会談（DSEI）
23.3 イタリア海軍参謀長訪日

防衛当局者間の定期協議 20.2 第6回日イタリア防衛当局間協議（ローマ）
22.11 第7回日イタリア防衛当局間協議（東京）

【スペイン】
ハイレベル交流など 23.1 日スペイン副大臣会談（マドリード）
防衛当局者間の定期協議 19.6 第3回日スペイン防衛当局間協議（マドリード）

統合幕僚監部

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（スペイン）

スペイン海軍との共
同訓練 22.10.25 アデン湾 護衛艦「はるさめ」 艦艇1隻 フリゲート艦「NUMANCIA」

海上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（スペイン）

日スペイン親善訓練 21.2.26 グアム周辺 護衛艦「ゆうぎり」 艦艇　1隻 練習帆船「フアン・セバス
ティアン・デ・エルカーノ」

日スペイン共同訓練 22.6.16 大西洋（ジブラルタル海峡西
方） 練習艦「かしま」・「しまかぜ」 艦艇　2隻

フリゲート艦「ヴィクトリ
ア」・「アルミランテ・ファ
ン・デ・ボルボ―ン」

【フィンランド】

ハイレベル交流など
20.8 日フィンランド防衛相テレビ会談
22.9 フィンランド国防軍司令官訪日
22.10 日フィンランド防衛相会談（東京）

防衛当局者間の定期協議 19.9 第3回日フィンランド防衛当局間協議（ヘルシンキ）
22.10 第4回日フィンランド防衛当局間協議（東京）

【デンマーク】
ハイレベル交流など 19.10 日デンマーク防衛相電話会談

【スウェーデン】

ハイレベル交流など 22.6 日スウェーデン防衛副大臣会談（東京）
22.12 ☆日スウェーデン防衛装備品・技術移転協定署名・発効

【リトアニア】
防衛当局者間の定期協議 22.7 第1回日リトアニア防衛当局間協議（ビリニュス）
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【スロベニア】
ハイレベル交流など 23.3 統幕長とスロベニア国防軍参謀長との会談（東京（DSEI�Japan））

【ベルギー】
ハイレベル交流など 22.5 統幕長とベルギー統合参謀総長との会談（ブリュッセル（NATO参謀長会議））

【ブルガリア】
ハイレベル交流など 22.10 海幕長とブルガリア海軍司令官との会談（（ヴィネツィア・伊）RSS）

【ルーマニア】
ハイレベル交流など 22.10 海幕長とルーマニア海軍司令官との会談（（ヴィネツィア・伊）RSS）

【日英伊3か国の協力】
ハイレベル交流など 23.3 日英伊防衛相会談

（注）ハイレベル交流とは、本資料編においては防衛大臣・防衛副大臣・防衛大臣政務官・事務次官・防衛審議官・各幕僚長のそれぞれのカウン
ターパートとの会談などを示す。

（注）ハイレベル交流部分には、両国間における防衛協力に関する重要な協定等の締結状況も含む。
（注）VTC（Video�teleconference）とは、テレビ会議あるいはWeb会議を指す。
（注）人員などの数については公表時のものを基準

	資料45	 最近の日韓防衛協力・交流の主要な実績（2019年度以降）
	 （2019.4.1～2023.3.31）

ハイレベル交流など 19.11 日韓防衛相会談（バンコク（第6回ADMMプラス））
22.9 日韓次官級会談（ソウル（ソウル・ディフェンス・ダイアログ））

日米韓3か国の協力
（訓練は資料編58参照）

19.5 日米韓防衛実務者協議（ソウル）
19.6 日米韓防衛相会談（シンガポール（第18回シャングリラ会合））
19.10 日米韓参謀総長級会議（ワシントンDC）
19.11 日米韓参謀総長級会議（VTC）
19.11 日米韓防衛相会談（バンコク（第6回ADMMプラス））
20.5 日米韓防衛実務者協議（VTC）
20.11 日米韓参謀総長級会議（VTC）
21.4 日米韓参謀総長級会議（ハワイ）
21.10 日米韓防衛当局局長級会議（電話）
22.1 日米韓防衛当局局長級会議（電話）
22.2 日米韓防衛当局局長級会議（電話）
22.2 日米韓防衛相電話会談
22.3 日米韓参謀総長級会議（ハワイ）
22.6 日米韓防衛相会談（シンガポール（第19回シャングリラ会合））
22.10 日米韓参謀総長級会議（ワシントンDC）
22.11 海幕長と韓国海軍参謀総長との懇談（日米韓）（WPNS）

（注）ハイレベル交流とは、本資料編においては防衛大臣・防衛副大臣・防衛大臣政務官・事務次官・防衛審議官・各幕僚長のそれぞれのカウン
ターパートとの会談などを示す。

（注）VTC（Video�teleconference）とは、テレビ会議あるいはWeb会議を指す。
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	資料46	 最近のカナダ及びニュージーランドとの防衛協力・交流の主要な実績（2019年度以降）
	 （2019.4.1～2023.3.31）

【カナダ】

ハイレベル交流など

19.6 日加防衛相会談（東京）
19.10 陸幕長カナダ訪問
20.2 日加防衛相会談（ミュンヘン（第56回ミュンヘン安全保障会議））
20.2 カナダ空軍司令官訪日
20.5 日加防衛相電話会談
20.6 統幕長とカナダ参謀総長との電話会談
20.11 海幕長とカナダ海軍司令官とのテレビ会談
20.11 日加防衛相電話会談
21.1 空幕長とカナダ空軍司令官とのテレビ会談
21.4 日加防衛相テレビ会談
21.8 空幕長とカナダ空軍司令官との会談（（ハワイ）太平洋地域空軍参謀長等シンポジウム）
21.8 統幕長とカナダ軍参謀総長との会談（ハワイ）
21.9 海幕長とカナダ海軍司令官との会談（（ニューポート・米国）国際シーパワーシンポジウム）
21.11 空幕長とカナダ空軍司令官との会談（ドバイ）
21.12 日加防衛相テレビ会談
22.3 第5回日加次官級「2＋2」対話（VTC）
22.4 空幕長とカナダ空軍司令官との会談（（コロラドスプリングス・米国）宇宙シンポジウム）
22.5 海幕長とカナダ海軍司令官との会談（（シドニー・豪州）IP22）
22.5 統幕長とカナダ参謀総長との会談（（ブリュッセル）NATO参謀長会議）
22.6 日加防衛相会談（（シンガポール）第19回シャングリラ会合）
22.9 空幕長とカナダ空軍司令官との会談（（ワシントンDC・米国）国際空軍参謀長等会同）
22.10 統幕長カナダ訪問（カナダ軍参謀総長との会談）
22.11 海幕長とカナダ海軍司令官との会談（WPNS）
23.3 統幕長とカナダ参謀総長とのオンライン会談

防衛当局者間の定期協議 19.12 第11回日カナダ外務・防衛当局間協議、第12回日カナダ防衛当局間協議（東京）
22.12 第12回日カナダ外務・防衛当局間協議、第13回日カナダ防衛当局間協議（オタワ）

部隊間の交流など 19.7 カナダCC-177の小牧基地訪問及び輸送機部隊間交流

海上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（カナダ）

日加共同訓練
（KAEDEX19-1）

19.6.13
～6.15 ベトナム沖海空域（南シナ海）

護衛艦「いずも」、「むらさめ」、
「あけぼの」 艦艇　3隻

フリゲート艦「レジャイ
ナ」
補給艦「アステリクス」

日加共同訓練
（KAEDEX19-2）

19.10.16
～10.17 関東南方海空域

護衛艦「しまかぜ」、「ちょうか
い」 艦艇　2隻 フリゲート艦「オタワ」

日加共同訓練 20.8.13 ハワイ周辺海空域 護衛艦「あしがら」 艦艇　1隻 フリゲート艦「レジーナ」、
「ウィニペグ」

日加共同訓練�
（KAEDEX20） 20.11.17 九州西方海空域 護衛艦「しまかぜ」 艦艇　1隻 フリゲート艦「ウィニペ

グ」
日加共同訓練
（KAEDEX21） 21.11.9 東シナ海 護衛艦「じんつう」 艦艇　1隻 フリゲート艦「ウィニペ

グ」
日加共同訓練
（KAEDEX22）

22.9.21
～9.23

マレーシア沖からシンガポー
ル沖 護衛艦「いずも」・「たかなみ」 艦艇　2隻 フリゲート艦「ウィニペ

グ」
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【ニュージーランド】

ハイレベル交流など

19.6 防衛大臣政務官ニュージーランド訪問
19.8 統幕長とニュージーランド国防軍司令官との会談（バンコク）
19.9 ニュージーランド陸軍司令官訪日
19.11 日ニュージーランド防衛相会談（バンコク（第6回ADMMプラス））
19.11 ニュージーランド空軍司令官訪日
20.5 日ニュージーランド防衛相テレビ会談
20.9 防衛審議官とニュージーランド国防次官との電話会談
20.12 防衛審議官とニュージーランド国防次官との電話会談
21.4 日ニュージーランド防衛相テレビ会談
21.12 防衛審議官とニュージーランド国防次官との電話会談
22.1 統幕長とニュージーランド国防軍司令官とのテレビ会談
22.4 空幕長と統合軍航空コンポーネント司令官との会談（（ワシントンDC・米国）国際空軍参謀長等

会同）
22.5 海幕長ニュージーランド訪問
22.6 陸幕長・海幕長とニュージーランド統合軍司令官との会談（PALS参加のため訪日）
22.6 日ニュージーランド防衛相会談（（シンガポール）第19回シャングリラ会合）
22.11 海幕長とニュージーランド統合軍司令官との会談（WPNS）
22.7 統幕長とニュージーランド国防軍司令官との会談（シドニー（インド太平洋参謀長会議））

防衛当局者間の定期協議

19.9 第12回日ニュージーランド防衛当局間協議（ウェリントン）
20.12 第13回日ニュージーランド防衛当局間協議（VTC）
21.12 第14回日ニュージーランド防衛当局間協議（VTC）
23.3 第15回日ニュージーランド防衛当局間協議（東京）

部隊間の交流など 20.11 海自鹿屋航空基地における海自隊員とニュージーランド空軍哨戒機搭乗員の交流

※多国間で行った訓練は資料58を参照
（注）ハイレベル交流とは、本資料編においては防衛大臣・防衛副大臣・防衛大臣政務官・事務次官・防衛審議官・各幕僚長のそれぞれのカウン

ターパートとの会談などを示す。
（注）ハイレベル交流部分には、両国間における防衛協力に関する重要な協定等の締結状況も含む。
（注）VTC（Video�teleconference）とは、テレビ会議あるいはWeb会議を指す。
（注）人員などの数については公表時のものを基準
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	資料47	 最近のASEAN諸国との防衛協力・交流の主要な実績（2019年度以降）
	 （2019.4.1～2023.3.31）

【インドネシア】

ハイレベル交流など

19.10 インドネシア国防次官訪日（東京（第11回日ASEAN防衛当局次官級会合））
19.11 日インドネシア防衛相会談（バンコク（第6回ADMMプラス））
19.12 日インドネシア防衛相会談（東京）
20.5 日インドネシア防衛相電話会談
20.8 日インドネシア防衛相テレビ会談
20.9 統幕長とインドネシア国軍司令官との電話会談
20.11 海幕長とインドネシア海軍参謀長とのテレビ会談
20.11 日インドネシア防衛相テレビ会談
20.11 陸幕長とインドネシア陸軍参謀長との電話会談
21.3 日インドネシア防衛相会談（東京（第2回外務・防衛閣僚会合））
21.3 ☆日インドネシア防衛装備品・技術移転協定署名・発効
21.8 陸幕長とインドネシア陸軍参謀長との電話会談
22.5 海幕長とインドネシア海軍参謀長との会談（（シドニー・豪州）IP22）
22.6 日インドネシア防衛相会談（プノンペン（第7回日ASEAN防衛担当大臣会合））
22.7 統幕長とインドネシア国軍司令官との会談（シドニー（インド太平洋参謀長会議））
22.8 陸幕長インドネシア訪問
22.11 海幕長とインドネシア海軍参謀長との会談（WPNS）
22.12 空幕長とインドネシア空軍参謀長との会談
23.2 陸幕長とインドネシア陸軍参謀長との懇談

防衛当局者間の�
定期協議 19.8 第9回日インドネシア防衛当局間協議（ジャカルタ）

陸上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�

（インドネシア）
米尼陸軍との実動訓
練（ガルーダ・シー

ルド22）
22.7.26
～8.5 米国及びインドネシア共和国 第1空挺団 ― 第16空挺旅団（インドネ

シア）

海上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�

（インドネシア）

インドネシア海軍と
の親善訓練 19.5.10 ジャカルタ港及び同周辺海域

派遣海賊対処行動第32次水上
部隊　第4護衛隊　護衛艦「さ
みだれ」

艦艇　1隻 哨戒艦「ブン・トモ」

インドネシア海軍と
の親善訓練 20.10.6 南シナ海 護衛艦「かが」、「いかづち」 艦艇　2隻

フリゲート艦「ジョン・
リー」、コルベット「スタ
ント」

インドネシア海軍と
の親善訓練 21.6.30 スラバヤ北方 令和3年度遠洋練習航海　練習

艦「かしま」、「せとゆき」 艦艇　2隻 フ リ ゲ ー ト 艦「Gust i�
Ngurah�Rai�KRI-332」

日インドネシア
親善訓練 23.2.26 ビトゥン周辺 護衛艦「あさぎり」、練習艦「し

まかぜ」 艦艇　2隻 フリゲート艦「ファタヒ
ラ」
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【ベトナム】

ハイレベル交流など

19.5 日ベトナム防衛相会談（ハノイ）
19.5 ☆防衛産業間協力の促進の方向性に係る日ベトナム防衛当局間の覚書署名
19.10 ベトナム国軍副統合参謀長訪日（東京（第11回日ASEAN防衛当局次官級会合））
19.11 防衛審議官ベトナム訪問（ハノイ（第7回日ベトナム次官級協議））
19.12 海幕長ベトナム訪問
20.2 ベトナム国防次官訪日
20.3 統幕長ベトナム訪問
20.6 日ベトナム次官級協議（VTC）
20.11 日ベトナム防衛相テレビ会談
21.6 日ベトナム防衛相テレビ会談
21.7 陸幕長とベトナム人民軍副総参謀長とのテレビ会談
21.9 日ベトナム防衛相会談（ハノイ）
21.9 ☆日ベトナム防衛装備品・技術移転協定署名・発効
21.11 統幕長とベトナム人民軍総参謀長とのテレビ会談
21.11 日ベトナム防衛相会談（東京）及びベトナム国防次官訪日（第8回日ベトナム次官級協議）
21.11 ☆サイバーセキュリティ分野での協力に関する覚書署名
21.11 ☆衛生分野での協力に関する覚書署名
22.5 陸幕長とベトナム人民軍副総参謀長との懇談
22.5 海上幕僚長とベトナム海軍副司令官との会談（（シドニー・豪州）IP22）
22.6 日ベトナム防衛相会談（プノンペン（第7回日ASEAN防衛担当大臣会合））
22.6 空幕長とベトナム防空・空軍司令官との会談
22.11 海幕長とベトナム海軍司令官との会談（WPNS）
23.2 陸幕長ベトナム訪問
23.3 ベトナム国防次官訪日（東京（第12回日ASEAN防衛当局次官級会合、第9回日ベトナム次官級

協議））
防衛当局者間の�
定期協議 19.6 第7回日ベトナム戦略的パートナーシップ対話（ハノイ）

部隊間の交流など
19.10 日ベトナム部隊間交流（空）
21.3 空自U-4、C-2、C-130Hのベトナム派遣（国外運航訓練）
21.9 空自C-2のベトナム派遣（国外運航訓練）

海上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（ベトナム）

ベトナム海軍との
親善訓練 19.6.17 カムラン沖 護衛艦「いずも」、「むらさめ」 艦艇　2隻 コルベット艦「381号」

ベトナム海軍との
親善訓練 21.10.26 ハイフォン沖 護衛艦「しらぬい」 艦艇　1隻 哨戒艇「266号」

ベトナム海軍との
親善訓練 21.11.7 カムラン沖 護衛艦「かが」、「むらさめ」 艦艇　2隻 フリゲート艦「ディン・

ティエン・ホアン」
ベトナム海軍との
親善訓練 22.2.26 ダナン沖 護衛艦「いなづま」、練習艦「は

たかぜ」 艦艇　2隻 TT400TP「HQ－277］

【シンガポール】

ハイレベル交流など

19.5 海幕長シンガポール訪問
19.6 統幕長シンガポール訪問（シンガポール（第18回シャングリラ会合））
19.10 空幕長シンガポール訪問
19.10 シンガポール国防次官訪日（東京（第11回日ASEAN防衛当局次官級会合））
19.11 日シンガポール防衛相会談（バンコク（第6回ADMMプラス））
20.2 防衛審議官シンガポール訪問
20.5 日シンガポール防衛相電話会談
20.8 統幕長とシンガポール国軍司令官とのテレビ会談
20.9 海幕長とシンガポール海軍司令官とのテレビ会談
20.11 陸幕長とシンガポール陸軍司令官とのテレビ会談
20.12 日シンガポール防衛相テレビ会談
21.4 海幕長とシンガポール海軍司令官とのテレビ会談
21.7 海幕長シンガポール訪問（IMSC�（International�Maritime�Security�Conference））
22.5 海幕長とシンガポール海軍司令官との会談（（シドニー・豪州）IP22）
22.5 防衛審議官とシンガポール国防次官との会談（プノンペン（ADSOMプラス））
22.6 日シンガポール防衛相会談（シンガポール（第19回シャングリラ会合））
22.6 ☆防衛交流覚書の改定
22.6 統幕長とシンガポール国軍司令官との会談（シンガポール（第19回シャングリラ会合））
22.7 空幕長とシンガポール空軍司令官との会談
22.9 防衛審議官とシンガポール国防次官との会談（ソウル（ソウル・ディフェンス・ダイアログ））
22.10 海幕長とシンガポール海軍司令官との会談（（ヴェネツィア・伊）RSS）
22.11 海幕長とシンガポール海軍司令官との会談（WPNS）
22.11 防衛審議官とシンガポール国防次官との会談（シェムリアップ（第9回ADMMプラス））
23.2 空幕長とシンガポール空軍司令官との会談
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防衛当局者間の�
定期協議

20.11 第16回日シンガポール防衛当局間協議（シンガポール）
22.4 第17回日シンガポール防衛当局間協議（東京）
23.3 第18回日シンガポール防衛当局間協議（東京）

部隊間の交流など 19.7 日シンガポール部隊間交流（パヤレバ）（空）

海上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�

（シンガポール）
日シンガポール�
親善訓練 20.6.22 南シナ海 練習艦「かしま」、「しまゆき」 艦艇　2隻 フリゲート艦「ストルワー

ト」
日シンガポール�
親善訓練 22.3.6 ベンガル湾 護衛艦「ゆうだち」 艦艇　1隻 フリゲート艦「テネイシャ

ス」
日シンガポール
親善訓練 22.8.27 関東南方 護衛艦「やまぎり」 艦艇　1隻 フリゲート艦「イントレ

ピッド」

【フィリピン】

ハイレベル交流など

19.4 防衛審議官とフィリピン国防次官の会談（バンコク）
19.4 日フィリピン防衛相会談（東京）
19.6 空幕長フィリピン訪問
19.10 フィリピン国防次官訪日（東京（第11回日ASEAN防衛当局次官級会合））
19.11 日フィリピン防衛相会談（バンコク（第6回ADMMプラス））
19.11 防衛審議官フィリピン訪問（マニラ（第6回日フィリピン次官級協議））
19.12 フィリピン参謀総長訪日
20.4 空幕長とフィリピン空軍司令官との電話会談
20.5 日フィリピン防衛相電話会談
20.7 海幕長とフィリピン海軍司令官とのテレビ会談
20.8 陸幕長とフィリピン陸軍司令官との電話懇談
20.10 日フィリピン防衛相テレビ会談
20.11 空幕長とフィリピン空軍司令官とのテレビ会談
21.1 第7回日フィリピン次官級協議（VTC）
21.6 日フィリピン防衛相テレビ会談
21.6 陸幕長とフィリピン陸軍司令官との電話会談
21.9 海幕長とフィリピン海軍司令官との会談（（ニューポート・米国）国際シーパワーシンポジウム）
21.9 空幕長とフィリピン空軍司令官との会談（（ハワイ）太平洋地域空軍参謀長等シンポジウム）
21.11 空幕長とフィリピン空軍司令官とのテレビ会談
22.1 空幕長とフィリピン空軍司令官とのテレビ会談
22.4 第1回日フィリピン外務・防衛閣僚会合、日フィリピン防衛相会談（東京）
22.4 陸幕長とフィリピン陸軍司令官とのテレビ会談
22.5 海幕長とフィリピン海軍参謀長との会談（（シドニー・豪州）IP22）
22.5 防衛審議官とフィリピン国防次官との会談（プノンペン（ADSOMプラス））
22.6 陸幕長とフィリピン海兵隊司令官との懇談（PALS)
22.6 空幕長とフィリピン空軍司令官との会談
22.7 統幕長とフィリピン参謀総長の会談（シドニー（インド太平洋参謀長会議））
22.7 陸幕長とフィリピン陸軍司令官との懇談
22.7 陸幕長とフィリピン海兵隊司令官代理との懇談
22.9 空幕長とフィリピン空軍司令官との会談
22.11 空幕長とフィリピン空軍司令官との懇談
22.12 第8回日フィリピン防衛次官級協議（マニラ）
22.12 陸幕長とフィリピン陸軍司令官及びフィリピン海兵隊司令官との懇談（日米比陸軍種ハイレベル

懇談）
23.2 日フィリピン防衛相会談（東京）
23.2 空幕長とフィリピン空軍司令官との懇談
23.2 ☆防衛省とフィリピン国防省との間のフィリピンにおける自衛隊の人道支援・災害救援活動に関

する取決め署名
23.3 統幕長とフィリピン参謀総長の会談（東京（DSEI�Japan））
23.3 フィリピン国防次官代行訪日（東京（第12回日ASEAN防衛当局次官級会合））

防衛当局者間の�
定期協議

19.6 第8回日フィリピン外務・防衛当局間協議、第8回日フィリピン防衛当局間会議（東京）
22.10 第9回日フィリピン防衛当局間協議（マニラ）

部隊間の交流など
19.7 空自C-1のフィリピン派遣（国外運航訓練及び部隊間交流の実施）
22.1 空自C-130Hのフィリピン寄航（国外運航訓練）
22.12 空自F-15の派遣を伴う部隊間交流

陸上自衛隊

訓練名 期間
（年月日） 場所 参加部隊 人員など

（日本）
人員など

（フィリピン）
米フィリピン共同訓
練（カマンダグ21）

21.9.28
～10.8 フィリピン共和国 水陸機動団 ― （フィリピン海兵隊）

海兵大隊
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海上自衛隊

訓練名 期間
（年月日） 場所 参加部隊 人員など

（日本）
人員など

（フィリピン）

フィリピン海軍との
共同訓練 19.5.15 パラワン島東方海空域

派遣海賊対処行動第32次水上
部隊　第4護衛隊　護衛艦「さ
みだれ」

艦艇　1隻
駆潜艇「フェデリコ　マル
ティア」
アイランダー312（固定翼）

フィリピン海軍との
共同訓練 19.6.28 パラワン島周辺海空域（スー

ルー海）
護衛艦「いずも」、「むらさめ」、
「あけぼの」 艦艇　3隻 揚陸艦「ダバオ・デル・

スール」
フィリピン海軍との

共同訓練 19.9.26 フィリピン�スービック港及び
同周辺海空域

派遣海賊対処行動第33次水上
部隊　護衛艦「あさぎり」 艦艇　1隻 コルベット艦「エミリオ・

ハシント」
日フィリピン�
共同訓練 20.7.18 南シナ海 護衛艦「てるづき」 艦艇　1隻 C-90

日フィリピン�
親善訓練 21.7.11 セレベス海 練艦隊「かしま」、「せとゆき」 艦艇　2隻 コルベット艦「アポリナリ

オ・マビニ」
日フィリピン�
親善訓練 21.11.14 南シナ海 護衛艦「かが」、「むらさめ」 艦艇　2隻 フリゲート艦「ホセ・リ

サール」
日フィリピン�
親善訓練 22.4.9 スービック沖 護衛艦「すずつき」 艦艇　1隻 フリゲート艦「ホセ・リ

サール」
日フィリピン
親善訓練 22.11.26 スービック周辺 護衛艦「はるさめ」 艦艇　1隻 哨戒艦「コンラッド�ヤッ

プ」

航空自衛隊

訓練名 期間
（年月日） 場所 参加部隊 人員など

（日本）
人員など

（フィリピン）
日フィリピン�

人道支援・災害救援
共同訓練

21.7.5～
7.8

フィリピン共和国クラーク空
軍基地及び同周辺空域

航空支援集団第1輸送航空隊
C-130H C-130H×1機 ―

日フィリピン�
人道支援・

災害救援共同訓練
22.6.21
～6.24

フィリピン共和国クラーク空
軍基地、カーネル・エルネス
ト・ラビナ空軍基地及び同周
辺空域

航空支援集団第1輸送航空隊 C-130H×1機
人員約20名

C-130H×1機
人員約50名

（注）※訓練直前に生じたフィリピン空軍の事故によりフィリピン空軍機は不参加�
※多国間で行った訓練は資料58を参照

【タイ】

ハイレベル交流など

19.4 防衛審議官タイ訪問
19.5 タイ空軍司令官訪日
19.8 統幕長タイ訪問
19.9 陸幕長タイ訪問
19.11 日タイ防衛相会談（バンコク（第6回ADMMプラス））
19.11 ☆日本国防衛省とタイ防衛省との間の防衛協力・交流に関する覚書署名
20.3 防衛審議官タイ訪問
20.3 統幕長タイ訪問
20.9 統幕長とタイ国軍司令官とのテレビ会談
21.5 日タイ防衛相テレビ会談
22.1 海幕長とタイ海軍司令官とのテレビ会談
22.5 ☆日タイ防衛装備品・技術移転協定署名・発効
22.5 海幕長とタイ海軍司令官との会談（（シドニー・豪州）IP22）
22.6 陸幕長とタイ海兵隊司令官との懇談（PALS）
22.11 海幕長とタイ海軍司令官との会談（WPNS）
23.2 タイ海軍司令官訪日
23.3 タイ国防次官訪日（東京（第12回日ASEAN防衛当局次官級会合））

海上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（タイ）

タイ海軍との�
親善訓練 20.1.6 タイ　�

プーケット港周辺海空域
派遣海賊対処行動第34次水上
部隊　護衛艦「さざなみ」 艦艇　1隻 哨戒艇「ソンクラー」

回転翼航空機「S-76」
タイ海軍との�
親善訓練 22.3.30 タイ　タイランド港沖 外洋練習航海（飛行）派遣部隊　

護衛艦「すずつき」 艦艇　1隻 哨戒艇「タピ」
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【カンボジア】

ハイレベル交流など

19.7 防衛審議官カンボジア訪問
19.10 カンボジア国防長官（次官級）訪日（東京（第11回日ASEAN防衛当局次官級会合））
20.2 陸幕長カンボジア訪問
20.9 陸幕長とカンボジア陸軍司令官との電話懇談
21.6 日カンボジア防衛相テレビ会談
22.2 カンボジア陸軍司令官訪日
22.4 統幕長カンボジア訪問
22.6 日カンボジア防衛相会談（プノンペン（第7回日ASEAN防衛担当大臣会合））
23.2 陸幕長カンボジア訪問
23.3 カンボジア国防省筆頭長官（次官級）訪日（東京（第12回日ASEAN防衛当局次官級会合））

防衛当局者間の�
定期協議

19.12 第5回日カンボジア外務・防衛当局間協議、第6回日カンボジア防衛当局間協議（東京）
21.12 第5回日カンボジア外務・防衛当局間協議、第6回日カンボジア防衛当局間協議（東京）
23.2 第7回日カンボジア外務・防衛当局間協議、第8回日カンボジア防衛当局間協議（東京）

海上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�

（カンボジア）

カンボジア海軍との
親善訓練 22.3.15 カンボジア　シハヌークビル

港周辺海域
インド太平洋・中東方面派遣
（IMED21）部隊　掃海母艦「う
らが」及び掃海艦「ひらど」

― カンボジア海軍

カンボジア海軍との
親善訓練

23.3.28
～3.30

シハヌークビル港及びリアム
海軍基地 護衛艦「きりさめ」 ― リアム海軍基地所属隊員

（カンボジア）

【ミャンマー】

ハイレベル交流など
19.10 ミャンマー国軍司令官訪日
19.10 ミャンマー国防副大臣訪日（東京（第11回日ASEAN防衛当局次官級会合））
19.11 日ミャンマー防衛相会談（バンコク（第6回ADMMプラス））

部隊間の交流など 19.11 日ミャンマー部隊間交流（ミンガラドン）（空）

【ラオス】

ハイレベル交流など

19.10 日ラオス防衛副大臣会談（東京（第11回日ASEAN防衛当局次官級会合））
19.10 ☆日本国防衛省とラオス国防衛省との間の防衛協力・交流に関する覚書署名
19.10 ラオス国防次官訪日（東京（第11回日ASEAN防衛当局次官級会合））
21.6 日ラオス防衛相テレビ会談
23.3 ラオス国防次官訪日（東京（第12回日ASEAN防衛当局次官級会合））
23.3 防衛審議官ラオス訪問

防衛当局者間の�
定期協議 20.3 第3回日ラオス安全保障対話（ビエンチャン）

【マレーシア】

ハイレベル交流など

19.6 マレーシア海軍参謀長訪日
19.10 空幕長マレーシア訪問
19.10 マレーシア国防事務総長訪日（東京（第11回日ASEAN防衛当局次官級会合））
19.12 日マレーシア防衛相会談（第19回ドーハ・フォーラム）
20.2 防衛審議官マレーシア訪問
20.7 日マレーシア防衛相電話会談
20.9 統幕長とマレーシア国軍司令官とのテレビ会談
21.4 日マレーシア防衛相テレビ会談
21.4 海幕長とマレーシア海軍司令官とのテレビ会談
21.7 空幕長とマレーシア空軍司令官とのテレビ会談
21.11 空幕長とマレーシア空軍司令官との会談（ドバイ）
22.5 海幕長とマレーシア海軍司令官との会談（（シドニー・豪州）IP22）
23.2 空幕長とマレーシア空軍司令官との会談
23.3 マレーシア国防次官訪日（東京（第12回日ASEAN防衛当局次官級会合））

防衛当局者間の�
定期協議 22.10 第7回日マレーシア防衛当局間協議（クアラルンプール）

部隊間の交流など 21.11 日マレーシア部隊間交流（マレーシア）（空）

194日本の防衛

資
料
編

防衛2023_資料編_41-50.indd   194防衛2023_資料編_41-50.indd   194 2023/06/26   13:17:582023/06/26   13:17:58



海上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�

（マレーシア）
マレーシア海軍�
との親善訓練 19.4.18 伊予灘 訓練支援艦「くろべ」 艦艇　1隻 フリゲート艦「レキウ」

マレーシア海軍�
との親善訓練 19.5.29 マレーシア　ポートクラン沖

海空域
護衛艦「いずも」及び「むらさ
め」 艦艇　2隻 フリゲート艦「レキウ」

マレーシア海軍�
との親善訓練 19.9.20 マレーシア　クアンタン港及

び同周辺海域
派遣海賊対処行動第33次水上
部隊　護衛艦「あさぎり」 艦艇　1隻 ミサイル艇「ハンダラン」、

「ガンヤン」、「ペルダナ」

マレーシア海軍�
との親善訓練 19.12.1 マレーシア　ペナン周辺海域 インド洋方面海上訓練部隊「ぶ

んご」「たかしま」 艦艇　2隻
コルベット艦「ルクサマ・
ツン・アブドゥル・ジャミ
ル」

マレーシア海軍�
との親善訓練 21.4.2 マレーシア　ポートクラン周

辺海空域 外洋練習航海「あけぼの」 艦艇　1隻 フリゲート艦「ジェバッ
ト」

【ブルネイ】

ハイレベル交流など

19.10 ブルネイ国防次官訪日（東京（第11回日ASEAN防衛当局次官級会合））
20.3 防衛審議官ブルネイ訪問
20.7 日ブルネイ次官級協議（電話）
21.5 日ブルネイ防衛相級テレビ会談
21.12 日ブルネイ防衛相テレビ会談
22.6 日ブルネイ大臣級会談（プノンペン（第7回日ASEAN防衛担当大臣会合））
22.11 海幕長とブルネイ海軍参謀長との会談（WPNS）
23.2 日ブルネイ副大臣会談（東京）

部隊間の交流など

19.4 日ブルネイ部隊間交流（海）
20.1 日ブルネイ部隊間交流（海）
21.12 海自インド太平洋・中東方面派遣部隊寄港（ムアラ）
22.1 空自C-130のブルネイ派遣（国外運航訓練）

海上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（ブルネイ）

ブルネイ軍との共同
訓練 19.4.26 ブルネイ沖海空域 第5航空隊 P-3C×1機 空軍航空機（ヘリ）　1機

海軍艦艇　1隻

ブルネイ海軍との�
親善訓練 19.6.26 ムアラ沖海空域 護衛艦「いずも」、「むらさめ」、

「あけぼの」 艦艇　3隻 哨戒艦「ダルタクワ」

ブルネイ海軍との
親善訓練 21.6.8 ムアラ沖周辺 遠洋練習航海部隊「かしま」、

「せとゆき」 艦艇　2隻 巡視船「ダルタクワ」、警
備艇「アフィアット」

ブルネイ海軍との
親善訓練 21.12.27 ムアラ沖周辺 掃海母艦「うらが」、掃海艦「ひ

らど」 艦艇　2隻 哨戒艦「ダルエーサン」

（注）�ハイレベル交流とは、本資料編においては防衛大臣・防衛副大臣・防衛大臣政務官・事務次官・防衛審議官・各幕僚長のそれぞれのカウン
ターパートとの会談などを示す。

（注）ハイレベル交流部分には、両国間における防衛協力に関する重要な協定などの締結状況も含む。
（注）VTC（Video�teleconference）とは、テレビ会議あるいはWeb会議を指す。
（注）人員などの数については公表時のものを基準
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	資料48	 最近のアジア諸国との防衛協力・交流の主要な実績（2019年度以降）
	 （2019.4.1～2023.3.31）

【スリランカ】

ハイレベル交流など
19.7 防衛副大臣スリランカ訪問
19.7 ☆日本国とスリランカ国防省との間の防衛協力・交流に関する覚書署名
21.7 防衛大臣とスリランカ大統領（国防省を所管）とのテレビ会談

海上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�

（スリランカ）
スリランカ海軍との�

共同訓練 20.1.21 スリランカ西方海空域 第2航空隊 P-3C×2機 ミサイル艇「スラニミラ」
高速警備艇「FAC-21」

日スリランカ�
共同訓練�

（JA-LAN�EX）
20.9.24 コロンボ港周辺海空域 護衛艦「かが」、「いかづち」 艦艇　2隻 哨戒艦「ガジャバフ」

日スリランカ�
親善訓練 21.6.20 コロンボ港周辺海域 練習艦隊「かしま」、「せとゆき」艦艇　2隻 哨戒艦「サガラ」

日スリランカ
共同訓練

（JA-LAN�EX）
21.10.4 コロンボ周辺 護衛艦「かが」 艦艇　1隻 哨戒艦「サガラ」

日スリランカ�
親善訓練 22.1.18 トリンコマリー沖 掃海母艦「うらが」、掃海艦「ひ

らど」 艦艇　2隻 哨戒艦「サガラ」

日スリランカ�
親善訓練 22.2.28 コロンボ沖 掃海母艦「うらが」、掃海艦「ひ

らど」 艦艇　2隻 哨戒艦「シンデュララ」

日スリランカ
親善訓練 22.5.21 コロンボ沖 練習艦「かしま」・「しまかぜ」 艦艇　2隻 哨戒艦「サユララ」

【パキスタン】

ハイレベル交流など

19.6 ☆日本国とパキスタン国防省との間の防衛協力・交流に関する覚書署名
20.8 防衛大臣とパキスタン陸軍参謀長とのテレビ会談
22.5 海幕長とパキスタン海軍参謀長との会談（（シドニー・豪州）IP22）
22.11 海幕長とパキスタン海軍参謀長との会談（WPNS）

防衛当局者間の定期協議 19.6 第7回日パキスタン外務・防衛当局間協議、第10回日パキスタン防衛当局間協議（イスラマバード）
21.6 第8回日パキスタン外務・防衛当局間協議、第11回日パキスタン防衛当局間協議（VTC）

部隊間の交流など 21.11 日パキスタン空軍部隊間交流（ドバイ・エアショー参加時）

統合幕僚監部

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�

（パキスタン）

パキスタン海軍との�
海賊対処共同訓練 20.10.3 アデン湾

派遣海賊対処行動第36次水上
部隊
護衛艦「おおなみ」

艦艇　1隻 フリゲート艦
「ZULFIQUAR」

パキスタン海軍との�
海賊対処共同訓練

21.2.26、
3.1

アラビア海北部西方海域及び
アデン湾

派遣海賊対処行動第37次水上
部隊
護衛艦「ありあけ」

艦艇　1隻 フリゲート艦「ALAMGIR」

海上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�

（パキスタン）

日パキスタン�
親善訓練 21.7.10 パキスタン　カラチ沖 護衛艦「ゆうぎり」、搭載航空

機（SH-60J）
艦艇　1隻
航空機

フリゲート艦「アラムジ
ル」
Z-9EC

【モンゴル】

ハイレベル交流など

19.12 日モンゴル防衛相会談（東京）
20.6 日モンゴル防衛相テレビ会談
22.7 統幕長とモンゴル軍参謀総長との会談（シドニー）
22.11 モンゴル空軍司令官訪日

防衛当局者間の定期協議 19.4 第5回日モンゴル外務・防衛・安全保障当局間協議、第5回日モンゴル防衛当局間協議（東京）

【カザフスタン】
ハイレベル交流など 22.10 陸幕長とカザフスタン地上軍総司令官とのテレビ会談

（注）ハイレベル交流とは、本資料編においては防衛大臣・防衛副大臣・防衛大臣政務官・事務次官・防衛審議官・各幕僚長のそれぞれのカウン
ターパートとの会談などを示す。

（注）ハイレベル交流部分には、両国間における防衛協力に関する重要な協定等の締結状況も含む。
（注）人員などの数については公表時のものを基準
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	資料49	 最近の太平洋島嶼国との防衛協力・交流の主要な実績（2019年度以降）
	 （2019.4.1～2023.3.31）

【パプアニューギニア】

ハイレベル交流など 20.2 防衛副大臣パプアニューギニア訪問
20.6 日パプアニューギニア防衛相電話会談

【トンガ】

ハイレベル交流など

20.2 防衛副大臣トンガ訪問
20.8 日トンガ防衛相電話会談
22.2 統幕長とトンガ軍参謀総長との電話会談
22.7 日トンガ防衛相テレビ会談
22.7 統幕長とトンガ軍参謀総長との会談（シドニー（インド太平洋参謀長会議））

海上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（トンガ）

日トンガ親善訓練 22.8.20、
8.22 ヌクアロファ周辺 護衛艦「きりさめ」 艦艇1隻 哨戒艇「ガーハウ・シリ

ヴァ」

【フィジー】

ハイレベル交流など

19.9 フィジー海軍司令官訪日
20.1 防衛副大臣フィジー訪問
20.8 日フィジー防衛相テレビ会談
22.2 統幕長とフィジー国軍司令官との電話会談
22.6 日フィジー防衛相会談（シンガポール（第19回シャングリラ会合））
22.7 統幕長とフィジー国軍司令官との会談（シドニー（インド太平洋参謀長会議））
22.11 海幕長とフィジー海軍司令官との会談（WPNS）

部隊間の交流など 19.8 遠洋練習航海部隊の寄港（部隊間交流の実施）

海上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（フィジー）

日フィジー親善訓練 22.8.15 フィジー周辺 護衛艦「きりさめ」 艦艇　1隻 哨戒艇「キカウ」

【ソロモン諸島】
ハイレベル交流など 22.8 防衛副大臣ソロモン諸島訪問

【パラオ】
ハイレベル交流など 22.8 防衛副大臣パラオ訪問

部隊間の交流など 19.10 空自U-4のパラオ派遣（国外運航訓練）
23.1 空自U-4のパラオ派遣（国外運航訓練）

海上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（パラオ）

日パラオ親善訓練 21.9.1 パラオ周辺
護衛艦「かが」、「むらさめ」、
「しらぬい」及び搭載航空機
（SH-60K）

艦艇　3隻
航空機

巡視船「ケダム」、「レメリ
ク」

日パラオ親善訓練 22.3.6 パラオ周辺 護衛艦「いなづま」�、練習艦
「はたかぜ」 艦艇　2隻 巡視船「ケダム」

日パラオ親善訓練 22.7.20
～7.22 パラオ周辺 護衛艦「きりさめ」 艦艇　1隻 巡視船「ケダム」

【ミクロネシア連邦】
部隊間の交流など 19.10 空自U-4のミクロネシア連邦派遣（国外運航訓練）

海上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�

（ミクロネシア連邦）
日ミクロネシア
親善訓練

22.7.29
～7.31 ミクロネシア周辺 護衛艦「きりさめ」 艦艇　1隻 国境管理・海上監視部　オ

ペレーションセンター
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【バヌアツ共和国】

海上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（バヌアツ）

日バヌアツ親善訓練 21.9.13
～9.16 バヌアツ周辺 護衛艦「しらぬい」 艦艇　1隻 警察海上部隊　オペレー

ションセンター

日バヌアツ親善訓練 22.8.10 バヌアツ周辺 護衛艦「きりさめ」 艦艇　1隻 警察海上部隊　オペレー
ションセンター

（注）ハイレベル交流とは、本資料編においては防衛大臣・防衛副大臣・防衛大臣政務官・事務次官・防衛審議官・各幕僚長のそれぞれのカウン
ターパートとの会談などを示す。

（注）人員などの数については、公表時のものを基準
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	資料50	 最近の中東諸国との防衛協力・交流の主要な実績（2019年度以降）
	 （2019.4.1～2023.3.31）

【UAE】

ハイレベル交流など

19.6 統幕長UAE訪問
19.10 日UAE防衛相電話会談
19.11 空幕長UAE訪問（ドバイ国際航空宇宙ショー）
20.3 日UAE防衛相電話会談
20.6 日UAE防衛相電話会談
20.7 統幕長とUAE国軍参謀長との電話会談
21.3 統幕長とUAE国軍参謀長とのテレビ会談
21.3 日UAE防衛相テレビ会談
21.3 空幕長とUAE空軍司令官との電話会談
21.11 日UAE防衛相テレビ会談
21.11 空幕長UAE訪問（ドバイ国際航空宇宙ショー）

防衛当局者間の定期協議 22.9 第3回日UAE防衛当局間協議（アブダビ）

部隊間の交流など
19.6 日UAE部隊間交流（UAE）（空）
19.11 空自C-2輸送機のUAE派遣（ドバイ国際航空宇宙ショーへの参加）
21.11 空自C-2輸送機のUAE派遣（ドバイ国際航空宇宙ショーへの参加）

【イスラエル】

ハイレベル交流など

19.6 統幕長イスラエル訪問
19.9 ☆防衛省とイスラエル国防省との間の防衛装備・技術に関する秘密情報保護の覚書署名
20.6 統幕長とイスラエル国軍参謀総長との電話会談
21.11 空幕長とイスラエル空軍司令官との会談（ドバイ）
22.3 空幕長とイスラエル空軍司令官との電話会談
22.5 防衛審議官とイスラエル国防次官との会談（東京）
22.7 空幕長とイスラエル空軍司令官との会談（イギリス）
22.8 日イスラエル防衛相会談（東京）
22.8 防衛審議官とイスラエル国防次官との会談（東京）
22.11 空幕長とイスラエル空軍司令官との会談（東京）

防衛当局者間の定期協議 21.1 第2回日イスラエル外務・防衛当局間協議（VTC）
22.12 第6回日イスラエル防衛当局間協議（東京）、第3回日イスラエル外務・防衛当局間協議（東京）

【イラン】

ハイレベル交流など

19.10 日イラン防衛相電話会談
20.1 日イラン防衛相電話会談
21.2 日イラン防衛相テレビ会談
22.4 日イラン防衛相テレビ会談

【エジプト】

ハイレベル交流など 19.6 統幕長エジプト訪問
20.6 統幕長とエジプト国軍参謀総長との電話会談

【オマーン】

ハイレベル交流など 19.10 日オマーン防衛相電話会談
19.12 日オマーン防衛相会談（マスカット）

統合幕僚監部

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（オマーン）

オマーン海軍との�
海賊対処共同訓練 19.5.2 アデン湾 護衛艦「あさぎり」 艦艇　1隻 哨戒艦「AL�MABRUKAH」

オマーン海軍との
PASSEX 22.6.26 オマーン　マスカット港及び

同周辺海域 護衛艦「さみだれ」 艦艇　1隻 哨戒艦「HKASAB」

オマーン海軍との
PASSEX 23.1.5 オマーン　サラーラ東方海域 護衛艦「すずつき」 艦艇　1隻 コルベット「SADH」

海上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（オマーン）

オマーン海軍との�
親善訓練 19.9.1 オマーン　マスカット港及び

同周辺海域 護衛艦「あさぎり」 艦艇　1隻 哨戒艦「アル・シーブ」

オマーン海軍との�
親善訓練 19.12.21 オマーン　ドゥクム港周辺海空域 護衛艦「さざなみ」 艦艇　1隻 コルベット「アル・シャ

ミーフ」
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【カタール】

ハイレベル交流など

19.5 日カタール防衛相会談（東京）
19.10 日カタール防衛相電話会談
19.12 日カタール防衛相会談（ドーハ（第19回ドーハフォーラム））
21.10 統幕長とカタール軍参謀総長とのテレビ会談

【サウジアラビア】

ハイレベル交流など

19.10 日サウジアラビア防衛相電話会談
19.12 日サウジアラビア防衛相電話会談
20.9 日サウジアラビア防衛相電話会談
21.2 防衛大臣とサウジアラビア国防副大臣との電話会談
22.5 海幕長とサウジアラビア海軍司令官との会談（シドニー・豪州）IP22）

【トルコ】

ハイレベル交流など 19.6 トルコ陸軍総司令官訪日
22.5 統幕長とトルコ国軍参謀総長との会談（ブリュッセル（NATO参謀長会議））

統合幕僚監部

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（トルコ）

トルコ海軍との
海賊対処共同訓練 22.10.28 アデン湾 護衛艦「はるさめ」 艦艇　1隻 フリゲート「BURGAZADA」

【バーレーン】

ハイレベル交流など
19.10 防衛大臣とバーレーン国軍司令官との電話会談
19.11 防衛大臣とバーレーン国軍司令官との会談（マナーマ（第15回マナーマ対話））
20.8 統幕長とバーレーン国防軍参謀長とのテレビ会談

防衛当局者間の定期協議 20.10 第4回日バーレーン安保対話（VTC）

【ヨルダン】

ハイレベル交流など 19.12 防衛大臣ヨルダン訪問（フネイティ統合参謀本部議長との会談）
23.2 統幕長ヨルダン訪問

防衛当局者間の定期協議

19.7 第1回日ヨルダン外務・防衛当局間協議（アンマン）
20.10 第2回日ヨルダン外務・防衛当局間協議（VTC）
21.11 第3回日ヨルダン外務・防衛当局間協議（VTC）
22.12 第4回日ヨルダン外務・防衛当局間協議（東京）

（注）ハイレベル交流とは、本資料編においては防衛大臣・防衛副大臣・防衛大臣政務官・事務次官・防衛審議官・各幕僚長のそれぞれのカウン
ターパートとの会談などを示す。

（注）ハイレベル交流部分には、両国間における防衛協力に関する重要な協定などの締結状況も含む。
（注）VTC（Video�teleconference）とは、テレビ会議やWeb会議を指す。
（注）人員などの数については公表時のものを基準
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	資料51	 最近のその他の諸国との防衛協力・交流の主要な実績（2019年度以降）
� （2019.4.1～2023.3.31）

【ブラジル】

ハイレベル交流など
19.7 ブラジル陸軍司令官訪日
20.12 日ブラジル防衛相テレビ会談

☆日本国防衛省とブラジル連邦共和国国防省との間の防衛協力・交流に関する覚書署名

【その他】

ハイレベル交流など

19.9 防衛審議官ジブチ訪問
19.12 日ジャマイカ防衛相会談（東京）
19.12 日ジブチ防衛相会談（ジブチ）
22.5 防衛大臣政務官ジブチ訪問
22.5 海幕長とバングラデシュ海軍本部長との会談（（シドニー・豪州）IP22）
22.7 統幕長がバングラデシュ国軍軍務局首席参謀と会談（シドニー（インド太平洋参謀長会議））
22.11 海幕長とコロンビア海軍司令官との会談（WPNS）
22.11 海幕長とチリ海軍本部長との会談（WPNS）
22.11 海幕長とペルー海軍総司令官との会談（WPNS）
22.11 海幕長とバングラデシュ海軍本部長との会談（WPNS）
23.2 統幕長ジブチ訪問

海上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本） 人員など

モルディブ国防軍�
との親善訓練 19.4.25 モルディブ　マレ港及び同周

辺海域
派遣海賊対処行動第32次水上
部隊
第4護衛隊護衛艦「さみだれ」

艦艇　1隻 沿岸警備隊哨戒艇「フラ
ヴィ」

モルディブ国防軍�
との親善訓練 19.7.22 モルディブ東方海空域 第2航空隊 P-3C×1機 沿岸警備隊哨戒艇�

「シャヒード・アリ」
バングラデシュ海軍
との親善訓練 19.10.8 バングラデシュ人民共和国　

チッタゴン及び同周辺海域
第3掃海隊　掃海母艦「ぶんご」、�
掃海艇「たかしま」 艦艇　2隻 コルベット艦「プロトイ」、

哨戒艇「ダージョイ」
ペルー海軍
との親善訓練 21.11.27 東シナ海 護衛艦「あぶくま」 艦艇　1隻 コルベット艦「ギセ」

日バングラデシュ親
善訓練

22.1.10
～1.11 チッタゴン周辺

掃海母艦「うらが」、掃海艦「ひ
らど」 艦艇　2隻

フリゲート艦「プロッタ
シャ」
ミサイル艇「ニアムル」

日ジブチ親善訓練 22.5.31 アデン湾 練習艦「かしま」、「しまかぜ」 艦艇2隻
哨戒艇「キャプテン�エル
ミ�ロブレ」・「アジュダン�
アリ�M.�フムド」（ジブチ）

日コロンビア
親善訓練 22.7.17 カリブ海 練習艦「かしま」、「しまかぜ」 艦艇2隻

フリゲート艦「アンティオ
キア」・「カルダス」（コロ
ンビア）

日チリ親善訓練 22.8.5 ハワイ周辺 護衛艦「たかなみ」 艦艇1隻 フリゲート艦「アルミラン
テ・リンチ」（チリ）

日メキシコ親善訓練 22.8.5 ハワイ周辺 護衛艦「いずも」 艦艇1隻
フリゲート艦「ベニート・
フアレス」、揚陸艦「ウス
マシンタ」（メキシコ）

（注）�ハイレベル交流とは、本資料編においては防衛大臣・防衛副大臣・防衛大臣政務官・事務次官・防衛審議官・各幕僚長のそれぞれのカウン
ターパートとの会談などを示す。

（注）ハイレベル交流部分には、両国間における防衛協力に関する重要な協定等の締結状況も含む。
（注）人員などの数については公表時のものを基準
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	資料52	 最近の日中防衛協力・交流の主要な実績（2019年度以降）
	 （2019.4.1～2023.3.31）

ハイレベル交流など

19.6 日中防衛相会談（シンガポール（第18回シャングリラ会合））
19.12 日中防衛相会談（北京）
20.12 日中防衛相テレビ会談
21.12 日中防衛相テレビ会談
22.6 日中防衛相会談（シンガポール（第19回シャングリラ会合））

防衛当局者間の定期協議

19.5 第11回日中高級事務レベル海洋協議（小樽）
20.1 「日中防衛当局間の海空連絡メカニズム」に関する第2回年次会合・専門会合（東京）
21.2 第12回日中高級事務レベル海洋協議（VTC）
21.3 「日中防衛当局間の海空連絡メカニズム」に関する第3回年次会合・専門会合（VTC）
21.12 第13回日中高級事務レベル海洋協議（VTC）
22.11 第14回日中高級事務レベル海洋協議（VTC）
23.2 日中防衛当局間協議（東京）
23.2 第17回日中安保対話（東京）

部隊間の交流など
19.4 海幕長及び海自艦艇訪中（青島（中国海軍成立70周年観艦式など出席））
19.10 中国海軍艦艇訪日
19.11 自衛隊代表団（団長：西部方面総監）による中国東部戦区などへの訪問

海上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（中国）

日中親善訓練 19.10.16 関東南方海空域 護衛艦「さみだれ」 艦艇　1隻 駆逐艦「タイユェン」

（注）ハイレベル交流とは、本資料編においては防衛大臣・防衛副大臣・防衛大臣政務官・事務次官・防衛審議官・各幕僚長のそれぞれのカウン
ターパートとの会談などを示す。

（注）VTC（Video�teleconference）とは、テレビ会議あるいはWeb会議を指す。
（注）人員などの数については公表時のものを基準
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	資料54	 多国間安全保障対話の主要実績（インド太平洋地域・2019年度以降）
� （2019.4.1～2023.3.31）

項　　目 実　　績

イ
ン
ド
太
平
洋
地
域
に
お
け
る
安
保
対
話
へ
の
参
加

政府間

○　拡大ASEAN国防相会議（ADMMプラス）
・閣僚会合 （19.11、20.12、21.6、22.11）
・高級事務レベル会合（ADSOMプラス） （19.4、20.7、20.11、21.4、22.5）
・�高級事務レベル会合作業部会（ADSOMプラス
WG）

（20.1、20.6、20.11、21.2、21.4、21.6、22.2、22.3、22.4、
22.10、23.2）

・専門家会合（EWG）
対テロEWG （19.4、19.9、19.11、19.12、21.6、21.12）
HA/DR-EWG （19.4、19.7、19.10、21.4、21.11、22.5、22.10）
海洋安全保障EWG （19.5、19.9、21.3、21.7、22.2、22.5、22.7、22.8、23.2）
防衛医学EWG （19.10、21.3、21.6、22.6、22.11、23.3）
平和維持活動EWG （19.9、21.4、21.9、21.12、22.10、22.12、23.3）
地雷処理EWG （19.9、19.12、21.9、22.7、23.2）
サイバーEWG （19.5、19.8、21.3、21.11、22.7、22.11）

○　日ASEAN防衛担当大臣会合 （19.11、20.12、22.6）
○　ASEAN地域フォーラム（ARF）
・国防当局間会合 （19.5、20.7、21.5、22.4）
・安全保障政策会議 （19.5、20.7、21.5、22.6）

民間主催
○　IISSアジア安全保障会議（シャングリラ会合）（19.5、22.6）
○　IISS地域安全保障サミット（マナーマ対話） （19.11）

政府主催 ○　ドーハ・フォーラム （19.12）
防
衛
省
主
催
に

よ
る
安
保
対
話

○　日ASEAN防衛当局次官級会合 （19.10、23.3）
○　国際士官候補生会議 （22.3）

○　日・太平洋島嶼国国防大臣会合 （21.9）

	資料53	 最近の日露防衛協力・交流の主要な実績（2019年度以降）
	 （2019.4.1～2023.3.31）

ハイレベル交流など
19.5 日露防衛相会談、第4回日露外務・防衛閣僚級協議（「2＋2」）（東京）
19.5 陸幕長訪露
19.11 ロシア海軍総司令官訪日

統合幕僚監部

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（ロシア）

ロシア海軍との�
海賊対処共同訓練

20.1.20
～1.21 アデン湾

派遣海賊対処行動第35次水上
部隊
護衛艦「はるさめ」

艦艇　1隻

フリゲート�
「YAROSLAV�MUDRY」、
補給艦「YELNYA」
タグボート�
「VICTOR�KONETSKY」

海上自衛隊

訓練名 期間�
（年月日） 場所 参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（ロシア）

日露捜索・救難
共同訓練

19.6.10
～6.15

ウラジオストク港及びウラジオ
ストク周辺海空域 護衛艦「すずなみ」 艦艇　1隻

駆逐艦「アドミラル・パン
テレーエフ」
艦艇　数隻

（注）ハイレベル交流とは、本資料編においては防衛大臣・防衛副大臣・防衛大臣政務官・事務次官・防衛審議官・各幕僚長のそれぞれのカウン
ターパートとの会談などを示す。

（注）人員などの数については公表時のものを基準
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	資料55	 防衛省主催による多国間安全保障対話

安全保障対話 概　要 最近の状況

防
　
衛
　
省
　
主
　
催

内
部
部
局
な
ど

日ASEAN防衛当局次官
級会合（Japan-ASEAN�
Defense�Vice�
Ministerial�Forum）

防衛省の主催により、2009年から開催し、ASEAN
加盟各国の防衛当局及びASEAN事務局の次官級等
をわが国に招き、地域の安全保障上の課題について
率直な対話を行い、緊密な人的関係の構築を通じて
多国間・二国間の関係強化を図ることを目的として
いる。

2023年3月、ASEAN各国の防衛当局及びASEAN事
務局の次官級等の参加を得て、約4年ぶりに対面で第
12回会合を東京において開催し、地域を取り巻く安全
保障環境と各国の安全保障政策や、地域情勢や各国の
安全保障・防衛政策などについて、率直な情報共有や
意見交換を行った。

日・太平洋島嶼国国防
大臣会合（JPIDD：
Japan�Pacific�Islands�
Defense�Dialogue）

防衛省の主催により、太平洋島嶼国及びパートナー
国が参加し、2021年が初の開催となった。自由で
開かれたインド太平洋、海洋安全保障、新型コロナ
ウイルスへの対応、気候変動とHA／DR（人道支
援・災害救援）などに関する意見交換を行い、参加
国との間で相互理解・信頼醸成を促進する場として
いる。

2021年9月、テレビ会議形式で開催された第1回日・
太平洋島嶼国国防大臣会合では、太平洋島嶼国（13か
国）、パートナー国（米英仏豪加新の6か国）が参加し、
意見交換を実施するとともに、「日・太平洋島嶼国国防
大臣会合共同声明」が採択された。

プロフェッショナル・
エアマンシップ・プロ
グラム（PAP：
Professional�Airmanship�
Program）

防衛省の主催により、ASEAN防衛協力の指針「ビ
エンチャン・ビジョン2.0」に基づく取組として、
ASEAN各国及びASEAN事務局の空軍士官などを
対象にし、知見の共有や意見を交換する場としてい
る。

2023年2月、第3回PAPを対面で開催し、第一線で
日々活躍する航空自衛隊員を含め、防衛省・自衛隊と
ASEANからの参加者との相互理解・信頼醸成、HA/
DR分野での専門的・実践的な知見の共有を一層促進し
た。

陸
自

陸上防衛部長級対話
（G5D：G5�Dialogue）

陸自の主催により、2017年度から開催し、わが国
と共通の価値観を有し、陸上自衛隊と緊密な関係に
ある各国の陸軍種などとアジア太平洋地域への平和
と安定に陸軍種として主体的に貢献するため、多国
間による同地域への関与のあり方について意見交換
する場としている。

2018年2月、米国（海兵隊を含む）、オーストラリア、
英国、フランスの4か国5軍種の参加を得て、「陸軍種
として、アジア太平洋地域の防衛協力の目指す方向性」
をテーマとしたグループ討議、化学学校研修などを行っ
た。

陸軍兵站実務者交流
（MLST：Multilateral�
Logistics�Staff�Talks）

陸自の主催により、1997年度から毎年開催し、イ
ンド太平洋地域、欧州地域の主要国などから兵站実
務者を招き、兵站協力などに関する意見を交換する
場としている。

2019年11月、インド太平洋地域及び欧州地域の25か
国から兵站実務者などの参加を得て、第23回陸軍兵站
実務者交流を開催し、「都市災害対応における兵站（オ
リンピック対応含む）」をテーマとして意見交換を行っ
た。

海
自

インド・太平洋諸国海
軍大学セミナー
（IPNCS：Indo-Pacific�
Naval�College�
Seminar）

海自の主催により、1998年から毎年開催し、イン
ド太平洋諸国の海軍大学などから関係者の参加を得
て、学校教育及び学校研究の資を得ること及びセミ
ナー参加国との防衛交流及び相互理解の推進への寄
与を目的に、海軍力の果たす役割などに関し、意見
を交換する場としている。

2023年2月、19か国の海軍大佐級の参加者を得て、
第26回のセミナーを開催（3年ぶりの対面形式）し、
「不確実性を増す海洋への挑戦～次世代へつなぐ海軍間
の協調～」を主題として、パンデミックや気候変動及
び地域紛争等不確実性のある情勢における海軍間の協
調の重要性について、活発な意見交換を実施した。

WPNS次世代海軍士官
短期交流プログラム
（WPNS�STEP：
Western�Pacific�Naval�
Symposium�Short�Term�
Exchange�Program）

海自の主催により、2011年から毎年開催し、西太
平洋海軍シンポジウム（WPNS）構成国などの海軍
の次世代士官の参加を得て、わが国の安全保障環境、
防衛政策及び防衛力整備、歴史・文化に対する参加
者の理解を深化させる場としている。

2021年10月、38か国の海軍士官などの参加を得て、
第10回WPNS次世代海軍士官短期交流プログラムを
ハイブリット形式（対面形式及びオンライン形式）で
開催し、「海軍は環境の変化にいかに適合していくか」
をテーマとして、各国海軍の新たな取組や装備品の展
望などについての発表、活発な意見交換を行った。

空
自

航空宇宙防衛力シンポ
ジウム

空自の主催により、2022年から開催し、アジア太
平洋地域を中心とした空軍大学関係者などの参加を
得て、幹部教育などに関する意見を交換する場とし
ている。（※1996年から2014年までは国際航空防
衛教育セミナーとして、2015年から2021年まで
は空軍大学セミナーとして、それぞれ実施）

2022年9月、各国空軍大学関係者及び研究員を招へい
し、「大国間競争におけるエア＆スペースパワー」を
テーマとして、オンライン形式のテレビ会議にて研究
発表及び意見交換を実施した。

指揮幕僚課程学生
多国間セミナー

空自の主催により、2001年から毎年開催し、アジ
ア太平洋地域などの空軍大学学生などの参加を得て、
安全保障と各国の役割などに関する意見を交換する
場としている。

2022年11月、24か国の空軍大学学生などの参加を得
て、第22回セミナーをオンラインで開催し、「変化と
創造」をテーマとして意見交換を実施した。

防
衛
大
学
校

国際防衛学セミナー
防大の主催により、1996年から開催し、アジア太
平洋地域の士官学校などの代表者を招へいして、国
際情勢および安全保障などに関する討議を行う場と
している。

2016年7月、10か国を招へいし、第21回目のセミ
ナーを開催し、「サイバーセキュリティに寄与する士官
学校の教育・研究」をテーマとして意見交換を行った。
なお、当該セミナーは2016年を最後に閉会した。

国際士官候補生会議
防大の主催により、1998年から毎年開催し各国の
士官候補生を招いて、21世紀における軍隊などに
関する意見を交換する場としている。

2022年3月、第25回目の会議を開催し、「変化する世
界、変わらない信念」をテーマとして意見交換を行っ
た。

防
衛
研
究
所

安全保障国際シンポジ
ウム・コロキアム

防研の主催により、1999年から毎年開催し、各国
の研究者などの参加を得て、公開の場で報告と意見
交換を行い、一般国民の安全保障に対する認識を深
めることなどを目的として行っている。

2022年12月、第23回目の安全保障国際シンポジウム
を、「大国間競争の新常態－米中露関係とインド太平洋
地域－」をテーマとして、米国、中国、オーストラリ
ア、フィリピン、インド及び日本の専門家との間で、オ
ンラインにて意見交換を行った。

戦争史研究国際フォー
ラム

防研の主催により、2002年から毎年開催し、軍関
係研究者などの参加を得て、戦争史の比較による相
互理解などを目的として行っている。

2022年9月、第20回目の戦争史研究国際フォーラム
を開催し、カナダ、英国、シンガポール及び国内の著
名な研究者の間で、「戦争と情報の歴史的考察」を主題
として、オンラインにて意見交換を行った。

ASEANワークショップ
防研の主催により、2010年から毎年開催し、アジ
ア太平洋地域が共通に直面している新たな安全保障
問題についてワークショップ形式の研究会を行って
いる。2018年からは地域をASEAN諸国とした。

2023年2月、オーストラリア、インドネシア及び米国
の研究者との間で、「大国間競争が東南アジア地域にも
たらす影響」を議題にオンラインにて意見交換を行っ
た。
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	資料56	 その他の多国間安全保障対話など

その他の多国間対話 概　　要

政
　
府
　
主
　
催

内
部
部
局

南太平洋国防大臣会合（SPDMM：
South�Pacfic�Defense�Ministers'�
Meeting)

南太平洋に位置する諸国の国防大臣が集まり、同地域の平和と安定の維持に不可欠な安全保障に係
るあらゆる議題について議論する会合。2022年の第7回会合に初めてオブザーバーとして参加し
た。

内
部
部
局
な
ど

拡大ASEAN国防相会議
（ADMMプラス：ASEAN�Defence�
Ministers’�Meeting-Plus）

2010年10月に発足した、インド太平洋地域における政府主催の国防大臣級会議であり、地域の安
全保障に関する問題について意見交換を実施している。2017年10月の第4回ADMMプラスにお
いて、大臣会合の開催を従来の2年に一度から年次化することを決定した。

日ASEAN防衛担当大臣会合
（ASEAN-Japan�Defence�
Ministers’�Informal�Meeting）

日ASEAN防衛担当大臣会合は2014年に初めて開催した。日本とASEAN各国の防衛担当大臣が、
広範な安全保障問題について討議するとともに、今後の日ASEAN防衛協力を具体的に進展させる
道筋について意見交換を行っている。

ASEAN地域フォーラム
（ARF：ASEAN�Regional�Forum）

政治・安全保障問題に関する対話と協力を通じ、アジア太平洋地域の安全保障環境を向上させるこ
とを目的としたフォーラムで、1994年から開催されている。現在25か国+1地域（ASEAN10か
国と我が国を含む非ASEAN15か国+1地域）と1機関（EU）がメンバー国となり、外務当局と防
衛当局の双方の代表による各種政府間会合を開催し、地域情勢や安全保障分野について意見交換を
行っている。

アジア太平洋防衛分析会議
（AMORS：Asia-Pacific�Military�
Operations�Research�Symposium）

参加国の持ち回り開催により、アジア太平洋諸国が参加して防衛オペレーションズ・リサーチ技法
に関する情報交換などを行う場である。1993年の第2回から参加している。

ソウル安全保障対話�
（SDD：Seoul�Defense�Dialogue）

韓国国防部主催により、アジア太平洋、欧米各国の国防担当次官級の参加を得て、朝鮮半島問題を
含む地域の安全保障課題などに関して意見交換を行う場である。2012年の第1回から参加してい
る。

ドーハ・フォーラム�
（Doha�Forum）

カタール政府が主催し、地域内外から、外交・安全保障・地球規模課題（気候変動、グローバルパ
ワーの台頭など）・エネルギーなどに関わる閣僚・政府関係者、有識者、国際機関関係者が集まり、
自由闊達な議論を目的とする国際会議である。2001年以降毎年開催されており、2019年に初参
加した。

統
幕

インド太平洋諸国参謀総長等会議
（CHOD：Indo-Pacific�Chief�of�
Defense�Conference）

米国の主催または参加国との持ち回り共催により毎年開催され、インド太平洋諸国の参謀総長など
が安全保障分野における意見交換を行う場である。1998年の第1回から参加している。

アジア太平洋地域後方補給セミナー
（PASOLS：Pacific�Area�Senior�
Officer�Logistics�Seminar）

米国と会員国の持ち回り共催により、アジア太平洋地域諸国が参加して後方支援活動に関する情報
交換などを行う場である。正式会員国としては1995年の第24回から参加している。2018年の第
47回セミナーは、わが国において約30か国及び機関の参加を得て開催された。

ライシナ・ダイアローグ�
（Raisina�Dialogue）

インド外務省及びORF（The�Observation�Research�Foundation））が共催し、世界100カ国以上
から外相、防衛相、参謀総長などが参加し、安全保障分野を含む多様な分野に関する議論を実施す
る国際会議である。防衛省からは2018年の第3回から参加している。※第1回：外務審議官、第
2回：外務政務官、第3回：統幕長、内閣総理大臣補佐官　第4回及び第5回：統幕長

陸
自

インド太平洋地域陸軍参謀総長等
会議
（IPACC：Indo�Pacific�Army�
Chiefs�Conference）

米国と参加国の持ち回り共催により、IPAMS開催に合わせて隔年ごとに開催される太平洋地域の
各国陸軍参謀総長などの意見交換の場である。1999年の第1回から参加している。

インド太平洋地域陸軍管理セミ
ナー
（IPAMS：Indo�Pacific�Armies�
Management�Seminar）

米国と参加国の持ち回り共催により、インド太平洋地域の各国陸軍が地上部隊を育成するための効
率的で経済的な管理技法に関して情報交換を行う場である。1993年の第17回から参加している。

太平洋地上軍シンポジウム
（LANPAC：Land�Forces�Pacific�
Symposium�and�Exposition）

米陸軍協会（AUSA）主催により毎年米国ハワイにおいて実施されるシンポジウムであり、インド
太平洋地域の各国陸軍種高官が、地域内における戦略的課題についてパネル討議及び懇談などを通
じて意見交換する場である。

陸軍参謀長シンポジウム
（CAS：Chief�of�Army�Symposium）

当初は、豪州陸軍本部長会議（CAEX：Chief�of�Army’s�Exercise）や陸軍種参謀長セミナー
（CALFS：Chief�of�Army�Land�Forces�Seminar）と呼称していたが、2021年以降、陸軍参謀長シ
ンポジウムと呼称している。豪陸軍の主催により隔年で開催され、豪陸軍の高級幹部のほか、アジ
ア太平洋地域の陸軍種などの長及び有識者が参加して、地域の陸軍種の課題などについて幅広く意
見交換を行う場である。陸自は2012年に初参加し、これまでに6回参加している。

太平洋軍水陸両用指揮官シンポジ
ウム
（PALS：Pacific�Amphibious�
Leaders�Symposium）

アジア太平洋地域内友好国の水陸両用作戦能力向上に資するとともに、米太平洋軍海兵隊との関係
強化、相互運用性向上を通じて地域の安定に寄与する観点から、米太平洋軍海兵隊の主催により、
2015年5月に初めて開催された。以降、毎年1回開催され、第1回から参加している。

米国陸軍協会（AUSA）年次総会
（AUSA：Association�of�U.S.�Army）

米国陸軍協会（AUSA）の主催により毎年米国ワシントンD.C.で開催されるシンポジウムである。
陸自代表団長（陸幕長、陸幕副長）による米陸軍将官との懇談、講演などを実施している。
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その他の多国間対話 概　　要

政
　
府
　
主
　
催

海
自

国際シーパワーシンポジウム
（ISS：International�Sea�power�
Symposium）

米国の主催により隔年ごとに開催され、各国海軍参謀総長などが海軍の共通の課題について意見交
換を行う場である。1969年の第1回から参加している。

西太平洋海軍シンポジウム
（WPNS：Western�Pacific�Naval�
Symposium）

参加国の持ち回りにより開催され、ISSの行われない年に西太平洋諸国の海軍参謀総長などが意見
交換を行う場である。1990年の第2回から参加している。

西太平洋国際掃海セミナー
（International�MCM�Seminar）

WPNS参加国の持ち回りにより開催され、西太平洋掃海訓練が行われない年に、掃海に関して意見
交換を行う場である。2000年の第1回から参加している。2007年10月には、海自主催で横須賀
においてセミナーを実施した。

アジア太平洋潜水艦会議�
（Asia�Pacific�Submarine�
Conference）

米国の主催またはアジア太平洋地域の参加国の持ち回りにより開催され、潜水艦救難などを中心に
意見交換を行う場である。2001年の第1回から参加しており、2006年10月には海自主催で実施
した。

インド洋海軍シンポジウム
（IONS：Indian�Ocean�Naval�
Symposium）

参加国の持ち回りにより隔年ごと開催され、インド洋沿岸国の海軍参謀総長などがインド洋におけ
る海洋安全保障について意見交換を行う場である。2012年の第3回から参加している。

豪海軍シーパワー会議
（SPC：RAN�Sea�Power�Conference）
（2022年から名称変更、IP：
Indo-Pacific�Seapower�Conference）

太平洋国際海洋展示会（PACIFIC�International�Maritime�Exposition）の一環として隔年で実施さ
れ、世界各国の海軍から参謀長級又は将官級の代表が多数参加するため、2国間交流及び多国間交
流の機会となっている。

地域シーパワーシンポジウム
（RSS：Regional�Seapower�
Symposium）

イタリア海軍の主催により隔年ごと開催され、NATO各国の海軍参謀長などを中心に、海軍の共通
の課題について意見交換を行う場である。2008年の第7回から参加している。

国際海洋安全保障シンポジウム
（IMSS：International�Maritme�
Security�Symposium）

インドネシア海軍の主催により隔年ごと開催され、西太平洋諸国の海軍参謀長などを中心に、海洋
安全保障上の課題について意見交換を行う場である。2013年の第1回から参加している。

ゴールダイアログ スリランカ海軍の主催により毎年開催され、インド洋沿岸国の海軍参謀長などが海洋安全保障上の
課題について意見交換を行う場である。2010年の第1回から参加している。

空
自

太平洋地域空軍参謀総長等シンポ
ジウム（PACS：Pacific�Air�
Chiefs�Symposium）

米国の主催により隔年ごと開催され、各国空軍参謀総長などが共通の課題について意見交換を行う
場である。1989年の第1回から参加している。

宇宙シンポジウム�
（Space�Symposium）

米国の主催により毎年開催され、各国空軍参謀総長などが宇宙分野における共通の課題について意
見交換を行う場である。2019年の第35回シンポジウムから参加している。

グローバル・エア＆スペース・
チーフ・カンファレンス（Global�
Air�and�Space�Chief's�
Conference）

英空軍主催により毎年開催され、各国空軍参謀総長などがその年のテーマに沿った航空・宇宙分野
の課題などについて意見交換を行う場である。2009年参加以降、これまでに10回参加している。

エア・スペース・パワー会議
（APC：Air�and�Space�Power�
Conference）

オーストラリアの主催により、隔年ごと開催される空軍力に関する国際的な意見交換の場である。
2000年以降、これまでに7回参加している。

エアフォース・シンポジウム�
（Air�Force�Symposium）

フィリピン空軍の主催により毎年開催され、安全保障に関するテーマに沿って、参加者の意見交換
が行われる場である。2015年以降、これまでに6回参加している。

航空医学カンファレンス
（Aerospace�Medicine�Conference）

インド空軍の主催により毎年開催され、航空医学に関して意見交換を行う場である。2019年以降
2回参加している。

空軍司令官等ドバイ国際会議
（Dubai�International�Air�Chiefs�
Conference）

UAE空軍主催により隔年で開催され、各国空軍参謀総長などがその年のテーマに沿った課題につい
て意見交換を行う場である。2013年以降5回参加している。

コロンボ・エア・シンポジウム
（Colombo�Air�Symposium）

スリランカ空軍の主催により毎年開催され、空軍力や航空戦略に関して意見交換を行う場である。
2016年以降、これまでに3回参加している。

軍事飛行訓練国際交流会議 中国空軍主催により隔年で開催され、飛行訓練などに関して意見交換を行う場である。2016年以
降2回参加している。

情
報
本
部

アジア太平洋地域情報部長等会議
（APICC：Asia-Pacific�
Intelligence�Chiefs�Conference）

米太平洋軍司令部と参加国との持ち回り共催により、アジア太平洋地域などの各国国防機関の情報
部長などによる意見交換会議である。地域の安全保障上の課題について意見交換を行うとともに、
各国間の信頼関係の醸成と情報の共有に資することを目的としている。2011年2月には情報本部
が初めて共催し、28か国が参加した。

防
衛
研
究
所

ARF国防大学校長等会議

ARF加盟各国の国防大学などが年1回持ち回りで会議を開催している。アジア太平洋地域における
安全保障上の課題と国防教育研究機関の役割について、主催者が中心となってテーマを決定し、そ
れに基づき参加各国が発表・質疑応答を行う形式で行われる。日本からは防衛研究所が1997年の
第1回より全ての会議に参加、2001年には東京での第5回会議を主催し、2018年9月には、17
年ぶりに東京において第22回会議を主催した。2019年11月にはシンガポールで開催された会議
に参加した。なお、2020年は新型コロナウイルス感染症の影響により中止となったものの、直近
では2021年10月にはオンラインにて開催された会議に参加した（2022年度は開催なし）。

NATO国防大学国防関係学校長会
議

NATO国防大学とNATO加盟国・パートナー国の国防教育機関が持ち回りで開催する年次の国際会
議である。各国の学校長が、国防高等教育を改善するための観点から意見交換を実施するとともに、
NATO加盟国や中・東欧、地中海の対話国などとの間の教育交流促進に主眼を置く。日本からは防
衛研究所が平成21（2009）年度より、ほぼ毎回参加している（平成25（2013）年度は招待な
し）。なお、2020年は新型コロナウイルス感染症の影響により中止となったものの、2021年10
月にはデンマークで、2022年5月にはドイツで開催された会議に参加した。
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その他の多国間対話 概　　要

民
　
間
　
主
　
催

IISSアジア安全保障会議�
（シャングリラ会合）�
（IISS�Shangri-La�Dialogue）

英国の国際戦略研究所（IISS）の主催により、2002年から開催され、インド太平洋地域の国防大
臣などの参加を得て、地域の安全保障に関する問題について意見交換を行う場である。2004年の
第3回会合及び2012年の第11回会合を除き、2002年の第1回から防衛大臣（2012年は防衛副
大臣）が参加している。

IISSシャングリラ・シェルパ会合
（IISS�Shangri-La�Dialogue�Sherpa�
Meeting）

IISS主催による、シャングリラ会合へのシェルパ会合（準備会合）である。シャングリラ会合に参
加する国の防衛当局関係者（局長級／参謀副長級）が対象で、地域の安全保障に関する問題につい
て議論を行う。2013年の第1回から参加している。

IISS地域安全保障サミット�
（マナーマ対話）�
（IISS�Manama�Dialogue）

IISS主催により、2004年から毎年開催され，湾岸諸国の外務・国防・安保・情報関係者を中心に
地域の安全保障に関する問題について意見交換を行う場である。2009年の第6回に防衛省の政務
レベルとして初めて防衛副大臣が参加し、2010年の第7回及び2016年の第12回及び2017年の
第13回に防衛大臣政務官が参加し、第15回に初めて防衛大臣が参加した。

ミュンヘン安全保障会議�
（Munich�Security�Conference）

1962年に発足した欧米における安全保障に関する最も権威ある国際会議の一つであり、開催国の
ドイツをはじめ、米国、英国、フランスなどのNATO諸国、露、中東欧諸国の閣僚、国会議員、国
防当局幹部など各国要人が出席している。2009年の第45回にわが国の防衛大臣が初めて参加し、
2016年の第52回、2017年の第53回、2018年の第54回及び2019年の第55回に防衛副大臣が
参加、2020年2月の第56回には防衛大臣が参加した。

ハリファックス国際安全保障会議
（Halifax�International�Security�
Forum）

ハリファックス・インターナショナル・セキュリティー・フォーラムがカナダ国防省の後援を得て
主催し、米欧諸国から多くの政府関係者（EU各国NATO担当相・国防相）の参加を得て、安全保
障などに関して意見交換を行う場である。2009年の第1回から参加している。

北東アジア協力ダイアログ�
（NEACD：The�Northeast�Asia�
Cooperation�Dialogue）

米カリフォルニア大学サンディエゴ校の世界紛争・協力研究所（IGCC）が中心となり、参加国（中
国、北朝鮮、日本、韓国、ロシア及び米国）から民間研究者や政府関係者が参加して、この地域の
安全保障情勢や信頼醸成措置などについて自由に意見交換を行う場である。1993年の第1回から
参加（2018年は不参加）している。
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	資料57	 ビエンチャン・ビジョン2.0

○　2016年11月のビエンチャン・ビジョン表明以降3年間の日ASEAN防衛協力に係る取組をレビュー
○　インド太平洋地域を一体と捉えるより広い文脈でビジョンを再定義
○　日ASEAN防衛協力の実施3原則を提示するとともに、ASEANの強靭性の強化を協力の目的として明示

1．ビエンチャン・ビジョンに基づく取組のレビュー
（1）多国間の取組：乗艦協力プログラム、HA／ DR招へいプログラム、プロフェッショナル・エアマンシップ・プログラム

○　多様なメニューを通して参加者の技量向上に寄与するとともに、共通の課題に向け参加者が行動を共にする機会を提供し
て一体感の醸成に寄与するなど、心と心の協力を実施

（2）二国間の取組：海洋安全保障、HA／ DR、施設等の分野に係る能力構築支援、装備・技術協力、人材育成・学術交流等
○　対象国における能力の定着を目指した事業を複数年度にわたる計画の下で実施するなど、透明性の高いプロセスを重視し
た、きめ細やかで息の長い協力を実施

（3）これらの取組を通じ、特に以下の分野において、ASEAN全体としての能力の蓄積に寄与するとともに、ASEANの中心性と
一体性を支援する観点から、取組の継続・発展を通じてASEANの強靭性に寄与することの重要性を確認
①「法の支配」の貫徹、②海洋安全保障の強化、③災害や非伝統的脅威等の地域的な課題への自律的な対処の支援
⇒　ASEANの中心性と一体性、それらの素地となる強靭性の3要素の関係性に留意し、より実践的な防衛協力を追求

2．「インド太平洋地域」の文脈でのビエンチャン・ビジョンの再定義
（1）ASEANはインド洋と太平洋の結節であり地域協力の要
（2）「ASEANインド太平洋アウトルック」に示された理念（開放性、透明性、包摂性、ルールに基づく枠組み）は、日本が掲げる「自

由で開かれたインド太平洋」構想と、基本的な考え方において通底
（3）日本は、「自由で開かれたインド太平洋」構想を推進する上で、「ASEANインド太平洋アウトルック」を尊重しつつ、

ASEAN諸国及び基本理念を共有する全ての国とのパートナーシップを通じた、対等で開かれた協力を推進

3．日ASEAN防衛協力の実施3原則
（1）心と心の協力：ASEANの理念の尊重、人的ネットワークの重視、個別ニーズに率先して耳を傾ける姿勢
（2）きめ細やかで息の長い協力：計画的・継続的で透明性のある関与、持続可能なアウトカムの追求
（3）対等で開かれた協力：ASEANの中心性・一体性・強靭性に資する国際連携の強化
Ⅰ．協力の目的：東南アジア地域を結節とする「自由で開かれたインド太平洋」の維持・強化に向けた、
①　日ASEANの戦略的パートナーシップの強化、②ASEANの強靭性の強化を通じた中心性と一体性への貢献
Ⅱ．協力の方向性：ASEANの中心性・一体性・強靭性に資する取組を、実施3原則に基づき、以下の重点領域を中心
に展開
①　中心性・一体性の原則に根差したアプローチ
○　ASEAN中心の枠組みを主軸として、ASEAN諸国及び域外関係国との国際連携を促進
○　防衛当局間の連結性の向上や規範・慣行等の共有により、信頼醸成と相互運用性を促進

②　重点領域：ASEANの強靭性の強化に資する協力
○　「法の支配」の貫徹：海洋及び航空分野に係る普遍的な国際規範の形成・共有を促進
○　海洋安全保障の強化：地域の平和と安定を見据えた域内国の取組を支持し、海洋状況把握等に係る能力向上を促進
○　地域的な課題への自律的な対処の支援：災害や非伝統的脅威等に対する対処能力向上を促進

Ⅲ.　協力の手段：以下の多様な手段を組み合わせ、関係各省庁との緊密な連携の下、実践的な防衛協力を実施
①　国際規範の実行に向けた認識共有促進：セミナー等を通じた規範・慣行に係る知見の共有
②　能力構築支援：自衛官等の派遣及び実務者等の招へいを通じ支援対象国の能力向上に向けた自律的・主体的な取組を支援
③　防衛装備・技術協力：装備品・技術移転、防衛装備・技術協力に係る人材育成、防衛産業に関するセミナー等の開催
④　訓練・演習：二国間訓練の実施、多国間共同訓練・演習の実施及び参加形態の拡充、自衛隊訓練へのオブザーバー招へい
⑤　人材育成・学術交流：留学生・研修生の人的ネットワークの強化、オピニオンリーダー招へい

アップデートの趣旨

内　容
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	資料58	 多国間共同訓練の参加など（2019年度以降）
� （2019.4.1～2023.3.31）
統合幕僚監部

訓　練　名 期間�
（年月日） 場　所 参　加　国 自衛隊の参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（相手国）

韓国主催PSI訓練
（イースタン・�
エンデバー19）

19.7.10
～

19.7.11
釜山

米国、オーストラリア、
ニュージーランド、韓国、シ
ンガポール（他、オブザー
バー参加国が複数）

統合幕僚監部、陸上
自衛隊化学学校 人員　3名 －

拡大ASEAN�
国防相会議�

（ADMMプラス）�
人道支援・災害救
援演習（幕僚訓練
及び通信訓練）

19.7.30
～8.1

幕僚訓練：マレーシ
ア（クアラルンプー
ル）
通信訓練：市ヶ谷

マレーシア、米国、オースト
ラリア、ブルネイ、カンボジ
ア、中国、インド、インドネ
シア、ラオス、ミャンマー、
ニュージーランド、フィリピ
ン、韓国、ロシア、シンガ
ポール、タイ、ベトナム

統合幕僚監部、情報
本部 人員　約5名 －

ニューカレドニア�
駐留仏軍主催�

HA／DR多国間訓
練

（赤道19）

19.9.21
～10.5 ニューカレドニア

フランス、オーストラリア、
カナダ、フィジー、インドネ
シア、ニュージーランド、パ
プアニューギニア、ソロモン
諸島、トンガ、英国、米国、
バヌアツ

統合幕僚監部、統幕
学校 人員　3名 －

NATOサイバー�
防衛演習

（サイバー・�
コアリション
2019）

19.12.2
～12.6 エストニア、日本

NATO加盟国、パートナー国、
EU

内部部局、統合幕僚
監部、自衛隊指揮通
信システム隊

人員　約20名 －

多国間共同訓練�
コブラ・ゴールド20

20.1.26
～3.9 タイ

タイ、米国、インドネシア、
マレーシア、シンガポール、
韓国、中国、インド

統合幕僚監部など、
陸上自衛隊、海上自
衛隊、航空自衛隊

C-130H×1機
人員　約240名 －

EU海上部隊及び
韓国海軍との

海賊対処共同訓練
20.7.16
～7.17 アデン湾西方海域 スペイン、韓国

派遣海賊対処行動第
36次水上部隊
護衛艦「おおなみ」

艦艇　1隻

（スペイン海軍）
フリゲート艦「サ
ンタ・マリア」
（韓国海軍）�
駆逐艦「テ・ジョ
ヨン」

欧州連合海軍部隊
との海賊対処共同

訓練
20.10.5
～10.6 アデン湾 スペイン、ドイツ

派遣海賊対処行動第
36次水上部隊護衛艦
「おおなみ」

艦艇　1隻

（スペイン海軍）
フリゲート艦
「SANTA�MARIA」
（スペイン空軍）
P-3M
（ドイツ海軍）
P-3C

サイバー防衛演習
（ロックド・シー
ルズ2021）

21.4.13
～4.16 エストニア、日本

NATO加盟国を含む約30か
国

内部部局、統合幕僚
監部、自衛隊指揮通
信システム隊

約30名（防衛
省・自衛隊以
外の参加者を
含む。）

－

フランス海軍等との
海賊対処共同訓練 21.5.1 アデン湾 フランス、米国 護衛艦「せとぎり」 艦艇　1隻

（フランス海軍）
空母「シャルル・
ド・ゴール」、駆
逐艦「シュヴァリ
エ・ポール」
（米海軍）駆逐艦
「マハン」

EU海上部隊及び
ジブチ海軍等

との海賊対処共同
訓練

21.5.10 アデン湾 イタリア、スペイン、ジブチ 護衛艦「せとぎり」 艦艇　1隻

（イタリア海軍）
フリゲート艦「カ
ラビニエリ」
（スペイン空軍）
P-3M
（ジブチ海軍及び
沿岸警備隊）巡視
艇「ダメルジョグ」

多国間共同訓練
コブラ・ゴールド

21
21.7.10
～8.23

タイ及び防衛省市ヶ
谷地区

タイ、米国、インドネシア、
マレーシア、シンガポール、
韓国、中国、インド及びオー
ストラリア

統合幕僚監部、情報
本部、自衛艦隊、自
衛隊指揮通信システ
ム隊

人員　約20名 －
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訓　練　名 期間�
（年月日） 場　所 参　加　国 自衛隊の参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（相手国）

英空母打撃群との
海賊対処共同訓練

21.7.11
～7.12 アデン湾 英国、米国、オランダ 護衛艦「せとぎり」

哨戒機　P-3C
艦艇　1隻
航空機

（英海軍）空母「ク
イーン・エリザベス」
フリゲート艦「リッ
チモンド」、「ケント」
補給艦「タイドス
プリング」、「フォー
ト・ビクトリア」
（米海軍）：駆逐艦
「ザ・サリバンズ」
（オランダ海軍）フ
リゲート艦「エ
ファーツェン」

米国主催大規模広
域訓練2021
（LSGE21）
前段

21.8.2
～8.8

珊瑚海からフィリピ
ン東方に至る海空域 米国、オーストラリア 護衛艦「まきなみ」、

搭載航空機SH-60K
艦艇　1隻
航空機

（米軍）強襲揚陸艦
「アメリカ」、ドック
型輸送揚陸艦
「ニューオーリンズ」
（オーストラリア軍）
強襲揚陸艦「キャ
ンベラ」、フリゲー
ト艦「バララット」、
哨戒機　P-8A

米国主催大規模広
域訓練2021
（LSGE21）
後段

21.8.24 沖縄南方海空域 米国、英国、オランダ

水陸機動団、第1ヘ
リコプター団
（CH-47JA）、西部方
面航空隊（AH-64D）、
護衛艦「いせ」及び
搭載航空機（SH-
60K）、護衛艦「あさ
ひ」、
第9航空団（F-15J/
DJ）、南西航空警戒
管制団

艦艇　2隻
航空機

（米軍）強襲揚陸艦
「アメリカ」及び搭
載航空機（F-35B）、
ドック型揚陸艦
「ニューオーリンズ」、
駆逐艦「ザ・サリ
バンズ」、
F-15C、MV-22B
（英軍）
空母「クイーン・エ
リザベス」及び搭
載航空機（F-35B、
MERLIN�MK2）、駆
逐艦「ディフェン
ダー」、フリゲート
艦「ケント」
（オランダ軍）フリ
ゲート艦「エファー
ツェン」

シンガポール主催
「拡散に対する安
全保障構想（PSI）」
訓練（Deep�
Sabre21）

21.10.28
～10.29

日本国内（テレビ会
議による参加） シンガポールなど

統合幕僚監部、陸上
自衛隊中央特殊武器
防護隊

人員　3名 －

多国間共同訓練�
コブラ・ゴールド22

22.2.18
～3.4

タイ及び日本国内
（防衛省市ヶ谷地区
及び陸上自衛隊朝霞
駐屯地）

タイ、米国、インドネシア、
マレーシア、シンガポール、
韓国、中国、インド、�
オーストラリア

統合幕僚監部、陸上
総隊、自衛艦隊、シ
ステム通信隊群、航
空システム通信隊、
自衛隊�指揮通信シス
テム隊及び情報本部

人員　約60名 －

サイバー防衛演習
（ロックド・
シールズ2022）

22.4.19
～4.22 エストニア、日本

NATO加盟国を含む約30か
国

内部部局、統合幕僚
監部、陸上自衛隊シ
ステム通信団、海上
自衛隊システム通信
隊群、航空自衛隊作
戦システム運用隊、
航空自衛隊航空シス
テム通信隊、自衛隊
サイバー防衛隊

－ －

ポリネシア駐留
仏軍主催HA/DR
多国間訓練

「MARARA22」

22.5.8
～5.19

フランス領ポリネシ
ア フランス等 統幕、海幕、陸上総

隊 人員5名 －

米国主催「拡散に
対する安全保障構
想（PSI）」訓練
「Fortune�Guard�

22」

22.8.8
～8.12 米国（ハワイ） 米国等 統合幕僚監部、陸上

自衛隊化学学校 人員4名 －

日米韓共同訓練 22.10.6 日本海 米国、韓国 護衛艦「ちょうかい」艦艇1隻
（米）巡洋艦「チャ
ンセラーズビル」、
（韓）駆逐艦「セ
ジョン・デワン」
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訓　練　名 期間�
（年月日） 場　所 参　加　国 自衛隊の参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（相手国）

日米韓共同訓練 22.10.6 我が国周辺海域 米国、韓国 護衛艦「あしがら」 艦艇1隻 （米）艦艇数隻、
（韓）艦艇数隻

スペイン海軍及び
トルコ海軍との第
151連合任務群の
計画による海賊対
処共同訓練

22.10.25、
10.28 アデン湾 スペイン、トルコ 護衛艦「はるさめ」 艦艇1隻

（スペイン）フリゲー
ト艦「NUMANCIA」、
（トルコ）フリゲート
艦「BURGAZADA」

ニューカレドニア
駐留仏軍主催HA/
DR多国間訓練
「赤道22」

22.11.14
～11.25

フランス領ニューカ
レドニア フランス等 統幕、海幕、陸上総

隊 人員4名 －

NATOサイバー
防衛演習

（サイバー・コア
リション2022）

22.11.28
～12.2 エストニア、日本

NATO加盟国、パートナー国、
EU等 統合幕僚監部等 － －

仏空母打撃群との
共同訓練

23.1.9
～1.14

アデン湾西部及びア
ラビア海北部 フランス、米国 護衛艦「すずつき」 艦艇1隻

（ 仏 ） 航 空 母 艦
「シャルル・ドゴー
ル」
駆逐艦「フォルバ
ン」、「プロヴァン
ス」、補給艦「マ
ルヌ」、（米）駆逐
艦「トランクスト
ン」

多国間共同訓練
コブラ・ゴールド

23
23.2.9
～3.10

タイ及び日本国内
（防衛省市ヶ谷地区）

タイ、米国、インドネシア、
マレーシア、韓国、シンガ
ポール、オーストラリア、中
国、インド

内局、統合幕僚監部、
陸上幕僚監部、陸上
総隊、自衛艦隊、シ
ステム通信隊群、航
空幕僚監部、航空総
隊、航空支援集団、
航空教育集団、航空
システム通信隊、航
空自衛隊補給本部、
自衛隊サイバー防衛
隊及び情報本部

人員約130名、
装備品等 －

日米韓共同訓練 23.2.22 日本海 米国、韓国 護衛艦「あたご」 艦艇1隻
（米）駆逐艦「バ
リー」、（韓）駆逐
艦「セジョン・デ
ワン」
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陸上自衛隊

訓　練　名 期間�
（年月日） 場　所 参　加　国 自衛隊の参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（相手国）

豪州における豪陸
軍主催射撃競技会

19.3.23
～4.5

オーストラリアビクト
リア州パッカパニャル
訓練場

オーストラリアなど 陸上総隊、各方面隊、
富士学校など 人員　約20名 －

豪州における米豪
軍との実動訓練�

（サザン・ジャッカルー）
19.5.10
～6.14

オーストラリアクイー
ンズランド州　ショー
ル・ウォーターベイ演
習場

米国、オーストラリア 第12旅団第13普通
科連隊 人員　約160名

（豪陸軍）約720名
（米海兵）約250
名

多国間共同訓練�
（カーンクエスト19）

19.6.14
～6.28

モンゴル（ファイブ・
ヒルズ訓練場）

オーストラリア、バングラデ
シュ、ベナン、ボスニア・ヘ
ルツェゴビナ、ブルキナファ
ソ、カンボジア、カナダ、中
国、エルサルバドル、フィジー、
フランス、ドイツ、ハンガリー、
インド、インドネシア、イスラ
エル、イタリア、ヨルダン、マ
レーシア、モルドバ、モンゴ
ル、ネパール、ニュージーラ
ンド、ペルー、フィリピン、カ
タール、韓国、ルワンダ、シ
ンガポール、スリランカ、トー
ゴ、トルコ、英国、ウクライ
ナ、ウルグアイ、米国、ベト
ナム、ザンビア

陸上総隊など 人員　約60名 －

ADMMプラスPKO
専門家会合参加国
合同実動訓練

19.9.8
～9.22

インドネシア国軍　
平和維持ミッション
PKOセンター

ASEAN10カ国、米国、オース
トラリア、中国、インド、ニュー
ジーランド、韓国、ロシア

陸上総隊など 人員　約20名 －

米比共同訓練
（カマンダグ19）

19.10.6
～10.23 フィリピン 米国、フィリピン 水陸機動団など 人員　約80名 －

令和3年度国内に
おける仏陸軍及び
米海兵隊との実動
訓練（ARC21）

21.5.11
～5.17

相浦駐屯地、霧島演
習場及び九州西方海
空域

米国、フランス 水陸機動団、西部方
面航空隊 －

（仏陸軍）第6軽機
甲旅団
（米海兵隊）第3海
兵師団、第3海兵
兵站群、第1海兵
航空団

豪州における米豪
軍との実動訓練
（サザン・�

ジャッカルー21）

21.5.23
～7.4

オーストラリアノー
ザンテリトリー州
マウント・バンディ
演習場

米国、オーストラリア 第14旅団第50普通
科連隊基幹 －

（豪陸軍）第1旅団
（米海兵隊）第3海
兵機動展開部隊
ダーウィンロー
テーション部隊

令和3年度豪州に
おける米豪英軍と
の実動訓練�

（タリスマン・�
セイバー21）
（※注2）

21.6.25
～8.7

オーストラリアク
イーンズランド州
ショールウォータ
―ベイ演習場等

米国、オーストラリア、英国 水陸機動団第2水陸
機動連隊 －

（豪陸軍）第1師団
（米海兵隊）第3海
兵機動展開部隊
ダーウィンロー
テーション部隊
（英海兵隊）ロイヤ
ルマリーンコマン
ドウ

豪州における米豪
軍との実動訓練
（サザン・ジャッ
カルー22）

22.5.9
～5.27

ショールウォーター
ベイ演習場及びガリ
ポリバラックス（ク
イーンズランド州）

米国、オーストラリア 13普通科連隊及び中
央即応連隊 －

（豪陸軍）第7旅
団�第6歩兵連隊、
（米海兵隊）第1
海兵機動展開部隊�
ダーウィン・ロー
テーション部隊

多国間訓練（カー
ン・クエスト22）

22.6.6
～6.20 モンゴル モンゴル、米国等

陸上総隊司令部、中
央即応連隊、国際活
動教育隊及び第18
普通科連隊

－ －

米海軍主催多国間
共同訓練

（RIMPAC2022）
（※注2）

22.7.3
～7.25

米国ハワイ州カウア
イ島太平洋ミサイル
射撃場

米国等

西部方面特科隊第5
地対艦ミサイル連隊
（12式地対艦ミサイ
ル）等、海上自衛隊
第3航空隊

－
（米）第17砲兵旅
団、哨戒機部隊、
無人偵察機部隊

米国及び尼国にお
ける米尼陸軍との
実動訓練（ガルー
ダ・シールド22）

22.7.26
～8.5

米国グアム島�アン
ダーセン米空軍基地
及びその周辺、イン
ドネシアスマトラ島�
バトゥラジャ演習場
及びその周辺

米国、インドネシア 第1空挺団 －

（米）第11空挺師
団、第374空輸航
空団等、（インド
ネシア陸軍）第
18空挺旅団
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訓　練　名 期間�
（年月日） 場　所 参　加　国 自衛隊の参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（相手国）

日米豪韓加共同訓
練（パシフィッ
ク・ヴァンガード
22）（※注2）

22.8.25
～8.29

グアム島及び同周辺
海空域

米国、オーストラリア、韓
国、カナダ

水陸機動団、護衛艦
「いずも」・「たかな
み」等

－

（米海軍）潜水艦、
貨物弾薬補給艦
「アメリア・イア
ハート」、（米海兵
隊）第3海兵機動
展開部隊第5航空
艦砲連絡中隊、（豪
海軍）駆逐艦「シ
ドニー」等、（韓
海軍）駆逐艦「セ
ジョン・デワン」
等、（加海軍）フ
リゲート艦「バン
クーバー」

比国における米比
海兵隊との実動訓

練
（カマンダグ22）

22.10.3
～10.14

フィリピンルソン島�
海軍教育訓練ドクト
リンコマンド
（NETDC）及びその
周辺地域

米国、フィリピン
水陸機動団、中央特
殊武器防護隊及び対
特殊武器衛生隊

－

（米海兵隊）第31
海兵機動展開隊、
（米海軍）第7艦
隊、（フィリピン
海兵隊）第6海兵
大隊等
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海上自衛隊

訓　練　名 期間�
（年月日） 場　所 参　加　国 自衛隊の参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（相手国）

日米印比共同�
巡航訓練

19.5.3
～5.9

九州西方から南シ
ナ海に至る海域

米国、インド、�
フィリピン

護衛艦「いずも」、
「むらさめ」 艦艇　2隻

（米）ミサイル駆逐艦「ウィ
リアム　P.�ローレンス」
（印）ミサイル駆逐艦「コル
カタ」、補給艦「シャクティ」
（比）フリゲート艦「アンド
レス・ボニファシオ」

日仏豪米共同訓練
（ラ・ペルーズ）

19.5.19
～5.22

スマトラ島西方海
空域（インド洋）

フランス、�
オーストラリア、
米国

護衛艦「いずも」、
「むらさめ」 艦艇　2隻

（仏）空母「シャルル・ド・
ゴール」、ミサイル駆逐艦
「フォルバン」、フリゲート艦
「プロヴァンス」、「ラトゥー
シュ・トレヴィル」、補給艦
「マルヌ」
（豪）フリゲート艦「ツゥーウ
ムバ」、潜水艦
（米）ミサイル駆逐艦「ウィリ
アム　P．ローレンス」

日米豪韓共同訓練
（パシフィック・�
ヴァンガード
19-1）

19.5.23
～5.28 グアム島周辺海空域

米国、
オーストラリア、
韓国

護衛艦「ありあけ」、
「あさひ」 艦艇　2隻

（米）揚陸指揮艦「ブルー・
リッジ」、巡洋艦「アンティー
タム」、駆逐艦「カーティス・
ウィルバー」、補給艦「ラパ
ハノック」、「リチャード　E.�
バード」、P-8A、EA-18G
（豪）フリゲート艦「メルボ
ルン」、「パラマタ」、潜水艦
「ファーンコム」
（韓）駆逐艦「ワン・ゲオン」

日米豪共同訓練 19.5.29 グアム島周辺海空域 米国、
オーストラリア

護衛艦「ありあけ」、
「あさひ」 艦艇　2隻

（米）駆逐艦「カーティス・
ウィルバー」
（豪）潜水艦「ファーンコム」

機雷戦訓練（陸奥
湾）及び掃海特別

訓練�
（日米印共同訓練）

19.7.18
～7.30 陸奥湾 米国、インド 掃海母艦、掃海艦、

掃海艇、掃海管制艇

艦艇　18隻
MCH-101×3
機
P-3C×4機
P-1×1機

（米）掃海艦　1隻、MH-53E
×2機、水中処分員　約10名
（印）水中処分員　約4名

日米印共同訓練
（マラバール2019）

19.9.26
～10.4

停泊フェーズ：
佐世保
洋上フェーズ：
佐世保から関東南
方に至る海空域

米国、インド
護衛艦「さみだれ」、
「ちょうかい」、「かが」
補給艦「おうみ」

艦艇　4隻
P-1×1機

（米）駆逐艦「マッキャンベ
ル」、P-8A、潜水艦
（印）フリゲート艦「サヒャ
ドゥリ」、コルベット艦「キ
ルタン」、P-8I

米国主催�
国際海上訓練

19.10月下旬
～11月中旬

バーレーン周辺海
域

米国、オーストラ
リア、中東・欧州・
南アジア・東南ア
ジア・アフリカ・
南米各国など

第3掃海隊掃海母艦
「ぶんご」、掃海艇
「たかしま」

艦艇　2隻
人員　約180
名

－

米比共同訓練
（MTA�SAMA�
SAMA�2019）

19.10.14
～10.19

パラワン島東方海
空域 米国、フィリピン 第5航空隊 P-3C×2機

（米）
P-8A×1機、艦艇　2隻　など
（比）
C-90×1機、艦艇　1隻　など

第8回西太平洋�
潜水艦救難訓練
（パシフィック・�
リーチ2019）

19.11.4
～11.15

洋上訓練：パース
西方海域
陸上訓練・諸行事：
豪海軍スターリン
グ基地

米国、オーストラ
リア、韓国、シン
ガポール、マレー
シア（オブザーバー
参加国約20か国）

潜水艦救難艦「ちよ
だ」

艦艇　1隻
人員　約150
名

－

海上自衛隊演習
（実動演習�

（日米豪加共同訓練）
19.11.4
～11.21 日本周辺海空域

米国、
オーストラリア、
カナダ

－
艦艇　約20隻
航空機　約40
機

（米）艦艇　約5隻
（豪）艦艇　2隻、航空機　2隻
（加）艦艇　1隻

掃海特別訓練�
（日米豪共同訓練）

19.11.18
～11.28 日向灘

米国、
オーストラリア

掃海母艦、掃海艦、
掃海艇、掃海管制艇

艦艇　17隻
MCH-101×2
～3機
人員　約1000
名

（米）掃海艦　1隻、MH-53E
×2機、水中処分員　約10名
（豪）掃海艇　2隻

令和元年度米海軍�
主催固定翼哨戒機�
多国間共同訓練

（シードラゴン2020）

20.1.20
～1.31

グアム島周辺海空
域

米国、
オーストラリア、
ニュージーランド、
韓国

第51飛行隊 P-3C×1機
人員　約30名 －

コープ・ノース20
における日米豪�
共同訓練
（注3）

20.1.31
～3.6

米国グアム島アン
ダーセン空軍基地
及び同周辺海空域

米国、
オーストラリア 第71飛行隊 US-2×1機

人員　約30名 －
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訓　練　名 期間�
（年月日） 場　所 参　加　国 自衛隊の参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（相手国）

日米豪共同訓練 20.7.19
～7.23

南シナ海及びフィ
リピン東方沖から
グアム周辺海域に
至る海空域

米国、オーストラ
リア 護衛艦「てるづき」 艦艇　1隻

（米）空母「ロナルド・レー
ガン」、巡洋艦「アンティー
タム」、駆逐艦「マスティン」
（豪）強襲揚陸艦「キャンベ
ラ」、駆逐艦「ホバート」、フ
リゲート艦「アランタ」、「ス
チュアート」、補給艦「シリ
ウス」

米海軍主催多国間
共同訓練

（SEACAT2020）
20.7.21
～7.23 － 米国など 海上幕僚監部 － －

米国主催環太平洋
合同演習

（RIMPAC2020）
20.8.17
～8.31

ハワイ諸島周辺海
空域 － 護衛艦「いせ」、

「あしがら」
艦艇　2隻
人員　約550名 －

日米豪韓共同訓練
（パシフィック・
ヴァンガード20）

20.9.12
～9.13

グアム島周辺海空
域

米国、オーストラ
リア、韓国

護衛艦「いせ」、
「あしがら」 艦艇　2隻

（米）駆逐艦「バリー」、補給
艦「ジョン・エリクソン」、
潜水艦、航空機
（豪）フリゲート艦「アラン
タ」、「スチュアート」
（韓）駆逐艦「イ・スンシン」、
「ソエ・リュ・ソンニョン」

日米豪共同訓練 20.10.19
～10.20 南シナ海

米国、オーストラ
リア 護衛艦「きりさめ」 艦艇　1隻

（米）駆逐艦「ジョン・S・マ
ケイン」
（豪）フリゲート艦「アラン
タ」

日米豪共同訓練 20.11.6
～11.7 ベンガル湾

米国、
オーストラリア 護衛艦「おおなみ」 艦艇　1隻

（米）駆逐艦「ジョン・S・マ
ケイン」
（豪）フリゲート艦「バララッ
ト」

日米印豪共同訓練
（マラバール2020）

20.11.3
～11.6

インド洋東方海空
域（ベンガル湾）

米国、インド、
オーストラリア 護衛艦「おおなみ」 艦艇　1隻

（米）駆逐艦「ジョン・S・マ
ケイン」
（印）駆逐艦「ランヴィジェ
イ」、フリゲート艦「シヴァ
リク」、補給艦「シャクティ」、
潜水艦「シンドゥライ」、P-8I　
など
（豪）フリゲート艦「バララッ
ト」

20.11.17
～11.20

アラビア海北部海
空域

米国、インド、
オーストラリア

護衛艦「むらさめ」、
第51航空隊

艦艇　1隻
人員　2名

（米）空母「ニミッツ」、巡洋
艦「プリンストン」、駆逐艦
「ステレット」、P-8A
（印）空母「ヴィクラマディ
チャ」、駆逐艦「コルカタ」、
「チェンナイ」、フリゲート艦
「タルワー」、潜水艦「カンデ
リ」、補給艦「ディパック」、
P-8I、MIG-29K、DORNIER
など
（豪）フリゲート艦「バララット」

日米仏共同訓練 20.12.15
～12.17

沖ノ鳥島周辺海空
域 米国、フランス 護衛艦「ひゅうが」 艦艇　1隻

（米）駆逐艦「ジョン・S・マ
ケイン」、P-8A
（仏）潜水艦「エメロード」

令和2年度米海軍
主催固定翼哨戒機
多国間共同訓練

（シードラゴン2021）

21.1.14
～1.28

グアム島周辺海空
域 米国など 第12飛行隊 P-1×2機

人員　約40名 －

パキスタン海軍主催
多国間共同訓練
（AMAN21）

21.2.11
～2.16

アラビア海北部海
空域 パキスタンなど 護衛艦「すずなみ」 艦艇　1隻

人員��2名 －

日米仏共同訓練 21.2.19 九州西方海空域 米国、フランス 補給艦「はまな」 艦艇　1隻
（米）駆逐艦「カーティス・
ウィルバー」
（仏）フリゲート艦「プレリ
アル」

日仏ベルギー
共同訓練

21.3.17
～3.18 アデン湾 フランス、ベルギー 護衛艦「ありあけ」 艦艇　1隻

（仏）空母「シャルル・ド・
ゴール」、駆逐艦「プロヴァ
ンス」、補給艦「ヴァール」
（ベルギー）フリゲート艦「レ
オポルド1世」
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訓　練　名 期間�
（年月日） 場　所 参　加　国 自衛隊の参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（相手国）

日米仏ベルギー
共同訓練

21.3.19
～3.20 アラビア海

米国、フランス、
ベルギー 護衛艦「ありあけ」 艦艇　1隻

（米）巡洋艦「ポートロイヤ
ル」、強襲揚陸艦「マキンア
イランド」
（仏）空母「シャルル・ド・
ゴール」、駆逐艦「プロヴァ
ンス」、「シェバリエ・ポール」
（ベルギー）フリゲート艦「レ
オポルド1世」

日仏米豪印共同訓練
（ラ・ペルーズ21）

21.4.5
～4.7 ベンガル湾

フランス、米国、
オーストラリア、
インド

護衛艦「あけぼの」 艦艇　1隻

（仏）強襲揚陸艦「トネール」、
フリゲート艦「シュクーフ」
（米）ドック型輸送揚陸艦「サ
マセット」
（豪）フリゲート艦「アンザッ
ク」、補給艦「シリウス」
（印）フリゲート艦「サツプ
ラ」、コルベット艦「キルタ
ン」、P-8I

日豪加共同訓練 21.4.8 スマトラ島西方 オーストラリア、
カナダ 護衛艦「あけぼの」 艦艇　1隻

（豪）フリゲート艦「アンザッ
ク」、補給艦「シリウス」
（加）フリゲート艦「カルガ
リー」

日米豪仏共同訓練
（ARC21）
（注4）

21.5.11
～5.17 東シナ海

米国、オーストラ
リア、フランス

護衛艦「いせ」、「あ
しがら」、「あさひ」、
「こんごう」
輸送艦「おおすみ」
ミサイル艇「おおた
か」、「しらたか」
哨戒機
潜水艦

艦艇　8隻
哨戒機

（米）ドック型輸送揚陸艦
「ニューオーリンズ」、P-8A、
MV-22
（豪）フリゲート艦「パラマッ
タ」
（仏）強襲揚陸艦「トネール」、
フリゲート艦「シュルクーフ」

米スリランカ主催
共同訓練
（CARAT）

21.6.30 トリンコマリー沖 米国、スリランカ 護衛艦「ゆうぎり」 艦艇　1隻

（米）沿海域戦闘艦「チャール
ストン」、P-8A
（スリランカ）哨戒艦「ガジャ
バフ」、「サユララ」、
BELL212等

日米豪韓共同訓練 21.6.30
～7.3

オーストラリア東
方

米国、オーストラ
リア、韓国

護衛艦「まきなみ」
及び搭載航空機
（SH-60K）

艦艇　1隻
航空機

（米）駆逐艦「ラファエル・ペ
ラルタ」
（豪）駆逐艦「ブリスベン」
（韓）駆逐艦「ワン・ゲオン」

日米豪韓共同訓練
（パシフィック・
ヴァンガード21）

21.7.5
～7.10

オーストラリア東
方

米国、オーストラ
リア、韓国

護衛艦「まきなみ」
及び搭載航空機
（SH-60K）

艦艇　1隻
航空機

（米）駆逐艦「ラファエル・ペ
ラルタ」、P-8A
（豪）駆逐艦「ブリスベン」、
潜水艦、P-8
（韓）駆逐艦「ワン・ゲオン」

日豪韓共同訓練 21.7.14
～7.17

オーストラリア東
方

オーストラリア、
韓国

護衛艦「まきなみ」
及び搭載航空機
（SH-60K）

艦艇　1隻
航空機

（豪）駆逐艦「ブリスベン」、
フリゲート艦「パラマッタ」
（韓）駆逐艦「ワン・ゲオン」

米豪主催多国間共
同訓練

（タリスマン・セ
イバー21）
（注4）

21.7.18
～7.27

オーストラリア東
方

米国、オーストラリ
ア、カナダ、韓国

護衛艦「まきなみ」
及び搭載航空機
（SH-60K）

艦艇　1隻
航空機

（米）強襲揚陸艦「アメリカ」、
ドック型輸送揚陸艦「ニュー
オーリンズ」、ドック型揚陸艦
「ジャーマンタウン」、駆逐艦
「ラファエル・ペラルタ」、補
給艦「アラン・シェパード」、
「ラパハノック」、P-8A
（豪）強襲揚陸艦「キャンベ
ラ」、揚陸艦「チャールズ」、
駆逐艦「ブリスベン」、フリ
ゲート艦「パラマッタ」、「バ
ララット」、P-8
（加）フリゲート艦「カルガ
リー」
（韓）駆逐艦「ワン・ゲオン」

米海軍主催多国間
共同訓練

（SEACAT2021）
21.8.10
～8.20

シンガポール共和
国及び所定場所
（リモート形式）

米国など 海上幕僚監部 人員　2名 －

日米印豪共同訓練
（マラバール
2021）

フェーズ1前段

21.8.23
～9.10

グアム島及び同島
周辺海域

米国、インド、オー
ストラリア 特別警備隊 －

（米）駆逐艦「バリー」、補給
艦「ユーコン」、「ビックホー
ン」、P-8A、C-17、太平洋特
殊作戦コマンド
（印）フリゲート艦「シヴァリ
ク」、コルベット艦「カドマッ
ト」、P-8I、海軍特殊作戦部隊
（豪）フリゲート艦「ワラマン
ガ」
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訓　練　名 期間�
（年月日） 場　所 参　加　国 自衛隊の参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（相手国）

日米印豪共同訓練
（マラバール
2021）

フェーズ1後段

21.8.26
～8.29

西太平洋（フィリ
ピン海）

米国、インド、オー
ストラリア

護衛艦「かが」、「む
らさめ」、「しらぬい」
潜水艦
P-1

艦艇4隻
P-1

（米）駆逐艦「バリー」、補給
艦「ユーコン」、P-8A
（印）フリゲート艦「シヴァリ
ク」、コルベット艦「カドマッ
ト」、P-8I
（豪）フリゲート艦「ワラマン
ガ」

日英米蘭共同訓練
（PACIFIC�
CROWN21-1）

21.8.25
～8.26 沖縄南方

英国、米国、オラ
ンダ

護衛艦「いせ」、「あ
さひ」及び搭載航空
機（SH-60K）

艦艇　2隻
航空機

（英）空母「クイーン・エリザ
ベス」、フリゲート艦「ケン
ト」、駆逐艦「ディフェンダー」
（米）駆逐艦「ザ・サリバンズ」
（オランダ）フリゲート艦「エ
ファーツェン」

日英米蘭共同訓練
（PACIFIC�
CROWN21-2）

21.8.27
～8.28

沖縄東方から東シ
ナ海

英国、米国、オラ
ンダ

護衛艦「いせ」、「て
るづき」及び搭載航
空機（SH-60K）

艦艇　2隻
航空機

（英）空母「クイーン・エリザ
ベス」、駆逐艦「ディフェン
ダー」、補給艦「フォート・ビ
クトリア」、「タイドスプリン
グ」
（米）駆逐艦「ザ・サリバンズ」
（オランダ）フリゲート艦「エ
ファーツェン」

日英米蘭加共同訓
練

（PACIFIC�
CROWN21-3）
（注3）

21.9.2
～9.7

東シナ海から四国
南方を経て
関東南方に至る海
空域

英国、米国、オラ
ンダ、カナダ

護衛艦「いせ」、「あ
さひ」、「はるさめ」、
「たかなみ」、「きり
しま」、「おおなみ」、
「てるづき」及び搭
載航空機（SH-60J/
K）
潜水艦
P-1

艦艇　8隻
航空機

（英）空母「クイーン・エリザ
ベス」、駆逐艦「ディフェン
ダー」、F-35B
（米）駆逐艦「ザ・サリバン
ズ」、P-8A、F-35B
（オランダ）フリゲート艦「エ
ファーツェン」
（カナダ）フリゲート艦「ウィ
ニペグ」

日英米蘭加共同訓
練

（PACIFIC�
CROWN21-4）
（注3）

21.9.8
～9.9 関東東方

英国、米国、オラ
ンダ、カナダ

護衛艦「いせ」、「い
ずも」及び搭載航空
機（SH-60J/K）
MCH-101

艦艇　2隻
航空機

（英）空母「クイーン・エリザ
ベス」、駆逐艦「ディフェン
ダー」、補給艦「フォート・ビ
クトリア」、「タイドスプリン
グ」、F-35B
（米）F-35B
（オランダ）フリゲート艦「エ
ファーツェン」
（カナダ）フリゲート艦「ウィ
ニペグ」

日米英蘭加新共同
訓練

21.10.2
～10.3 沖縄南西

米国、英国、オラ
ンダ、カナダ、
ニュージーランド

護衛艦「いせ」、「き
りしま」、「やまぎり」艦艇　3隻

（米）空母「ロナルド・レーガ
ン」、「カール・ヴィンソン」、
巡洋艦「シャイロー」、「レイ
ク・シャンプレーン」、駆逐艦
「ザ・サリバンズ」、「チャ
フィー」
（英）空母「クイーン・エリザ
ベス」、フリゲート艦「ケン
ト」、駆逐艦「ディフェン
ダー」、補給艦「フォート・ビ
クトリア」、「タイドスプリン
グ」
（オランダ）フリゲート艦「エ
ファーツェン」
（カナダ）フリゲート艦「ウィ
ニペグ」
（ニュージーランド）フリゲー
ト艦「テ・カハ」

日米英蘭加新共同
訓練

21.10.4
～10.9 南シナ海

米国、英国、オラ
ンダ、カナダ、
ニュージーランド

護衛艦「しらぬい」 艦艇　1隻

（米）駆逐艦「ザ・サリバンズ」
（英）空母「クイーン・エリザ
ベス」、フリゲート艦「ケン
ト」、駆逐艦「ディフェン
ダー」、補給艦「フォート・ビ
クトリア」、「タイドスプリン
グ」
（オランダ）フリゲート艦「エ
ファーツェン」
（カナダ）フリゲート艦「ウィ
ニペグ」
（ニュージーランド）フリゲー
ト艦「テ・カハ」
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訓　練　名 期間�
（年月日） 場　所 参　加　国 自衛隊の参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（相手国）

日米印豪共同訓練
（マラバール
2021）
フェーズ2

21.10.11
～10.14 ベンガル湾

米国、インド、オー
ストラリア

護衛艦「かが」、「む
らさめ」 艦艇　2隻

（米）空母「カール・ヴィンソ
ン」、巡洋艦「レイク・シャン
プレーン」、駆逐艦「ストック
デール」、補給艦「ユーコン」、
P-8A
（印）駆逐艦「ランヴィジャ
イ」、フリゲート艦「サツプ
ラ」、P-8I、潜水艦
（豪）フリゲート艦「バララッ
ト」、補給艦「シリウス」

米比主催共同訓練
（Exercise�SAMA�
SAMA�2021）

21.10.11
～10.12 海上幕僚監部 米国、フィリピン 海上幕僚監部 人員　3名 －

日米豪英共同訓練
（Maritime�
Partnership�
Exercise）

21.10.15
～10.18 ベンガル湾

米国、オーストラ
リア、英国

護衛艦「かが」、「む
らさめ」 艦艇　2隻

（米）空母「カール・ヴィンソ
ン」、巡洋艦「レイク・シャン
プレーン」、駆逐艦「ストック
デール」、「ザ・サリバンズ」、
補給艦「ユーコン」、P-8A
（豪）フリゲート艦「バララッ
ト」
（英）空母「クイーンエリザベ
ス」、駆逐艦「ディフェン
ダー」、フリゲート艦「リッチ
モンド」、補給艦「フォート・
ビクトリア」、「タイドスプリ
ング」

日米豪共同訓練 21.10.25 沖縄東方 米国、オーストラ
リア 護衛艦「あきづき」 艦艇　1隻 （米）駆逐艦「ベンフォールド」

（豪）駆逐艦「ブリスベン」
海上自衛隊演習
（実動演習（日米
共同演習及び日米

豪加独
　　共同訓練））

21.11.21
～11.30 日本周辺

米国、オーストラ
リア、カナダ、ド
イツ

－
艦艇　　約20
隻
航空機���約40
機

（米）艦艇約10隻
（豪）艦艇2隻
（カナダ）艦艇1隻
（ドイツ）艦艇1隻

令和3年度米海軍
主催固定翼哨戒機
多国間共同訓練
（シードラゴン

2022）

22.1.2
～1.20 グアム島周辺 米国など P-1　2機 航空機　2機

人員約50名 －

コープ・ノース22�
における

日米豪共同訓練
（注3）

22.2.2
～2.18

米国グアム島アン
ダーセン空軍基地
及び�同周辺�海�空域

米国、オーストラ
リア 救難飛行艇�（US-2）

航空機US-2�1
機
人員　約30名

－

米国主催国際海上
訓練（IMX/
CE22）

22.1.31
～2.17 バーレーン周辺 米国等 掃海母艦「うらが」、

掃海艦「ひらど」
艦艇　2隻
人員　約200
名

－

インド海軍主催多
国間共同訓練
（MILAN2022�）

（1）停泊
フェーズ
22.2.25
～2.28

（2）洋上
フェーズ
22.3.1
～3.4

インド東部
ヴィシャーカパト
ナム周辺

インド等

（1）停泊フェーズ
海上幕僚長ほか海上
幕僚監部幕僚等5名
（2）洋上フェーズ
護衛艦「ゆうだち」

艦艇　1隻
人員　6名 －

日米豪共同訓練 22.3.14
～3.16 南シナ海

米国、オーストラ
リア 護衛艦「ゆうだち」 艦艇　1隻

（米）駆逐艦「マンセン」、P-8
（豪）フリゲート艦「アラン
タ」、AP-3C

日米豪共同訓練
（NOBLE�
PARTNER�22）

22.6.19
～6.24 太平洋

米国、オーストラ
リア

護衛艦「いずも」・
「たかなみ」 艦艇2隻

（米）空母「エイブラハム・
リンカーン」、巡洋艦「モー
ビル・ベイ」、駆逐艦「グリッ
ドレイ」・「サンプソン」・「ス
プルーアンス」、（豪）強襲揚
陸艦「キャンベラ」、フリゲー
ト艦「ワラマンガ」、補給艦
「サプライ」

米海軍主催多国間
共同訓練

（RIMPAC2022）
（※注4）

22.6.29
～8.4

ハワイ諸島及び同
周辺海空域等 米国等

護衛艦「いずも」・
「たかなみ」、搭載航
空機3機、P-1×1
機、第4整備補給隊、
陸上自衛隊西部方面
隊

艦艇2隻
航空機4機
人員40名

－
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訓　練　名 期間�
（年月日） 場　所 参　加　国 自衛隊の参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（相手国）

日米豪共同訓練 22.7.4
～7.6

東シナ海から沖縄
東方に至る海空域

米国、オーストラ
リア 護衛艦「あさひ」 艦艇1隻

（米）駆逐艦「デューイ」、
（豪）フリゲート艦「パラマッ
タ」

パシフィック・
パートナーシップ

2022
22.7.15
～7.19

パラオ共和国及び
同周辺

米国、英国、パラ
オ 護衛艦「きりさめ」 艦艇1隻

（米）病院船「マーシー」、巡
視船「マートル・ハザード」、
（英）哨戒艦「テイマー」、（パ
ラオ）巡視船「ケダム」

日米ソロモン
親善訓練 22.8.8 ソロモン諸島周辺 米国、ソロモン諸

島 護衛艦「きりさめ」 艦艇1隻
（米）沿海域戦闘艦「オーク
ランド」、（ソロモン）巡視船
「タロ」

日米豪韓加
ミサイル警戒演習
（PACIFIC�

DRAGON�2022）

22.8.8
～8.14 ハワイ周辺

米国、オーストラ
リア、韓国、カナ
ダ

護衛艦「はぐろ」 艦艇1隻

（米）駆逐艦「フィッツジェ
ラルド」・「ウィリアム・P・
ローレンス」、F/A-18F、（豪）
駆逐艦「シドニー」、（韓）駆
逐艦「セジョン・デワン」、
（加）フリゲート艦「バンクー
バー」

日加新共同訓練 22.8.9 太平洋 カナダ、ニュージー
ランド

護衛艦「いずも」・
「たかなみ」 艦艇2隻

（加）フリゲート艦「ウィニ
ペグ」、（新）補給艦「アオテ
アロア」

日米豪韓加共同訓
練（パシフィッ
ク・ヴァンガード

22）
（※注4）

22.8.21
～8.29

グアム島及び同周
辺

米国、オーストラ
リア、韓国、カナ
ダ

護衛艦「いずも」・
「たかなみ」、潜水艦、
P-1、UP-3D、陸上
自衛隊水陸機動団等

艦艇3隻
航空機2機

（米）潜水艦、貨物弾薬補給
艦「アメリア・イアハート」、
P-8A、EA-18G、第3海兵機
動展開部隊第5航空艦砲連絡
中隊、（豪）：駆逐艦「シド
ニー」、フリゲート艦「パー
ス」、（韓）：駆逐艦「セジョ
ン・デワン」・「ムンム・デワ
ン」、（加）フリゲート艦「バ
ンクーバー」

日仏豪共同訓練
（ラ・ペルーズ22）

22.8.30
～9.1

ニューカレドニア
周辺

フランス、オース
トラリア 護衛艦「きりさめ」 艦艇1隻

（仏）フリゲート艦「ヴァン
デミエール」、（豪）フリゲー
ト艦「ワラマンガ」

日米加共同訓練
（ノーブル・レイ

ヴン22）
22.8.30
～9.7

グアム周辺から南
シナ海 米国、カナダ 護衛艦「いずも」・

「たかなみ」 艦艇2隻
（米）駆逐艦「ヒギンズ」、補
給艦「ラパハノック」・「ジョ
ン・エリクソン」、（加）フリ
ゲート艦「バンクーバー」

豪州海軍主催多国
間共同訓練

（KAKADU2022）
22.9.12
～9.26 ダーウィン周辺 オーストラリア等 護衛艦「きりさめ」 艦艇1隻 －

日米加共同訓練
（ノーブル・レイ
ヴン22-2）

22.9.23
～10.1 南シナ海 米国、カナダ 護衛艦「いずも」・

「たかなみ」、潜水艦 艦艇3隻
（米）駆逐艦「ヒギンズ」、補
給艦「ビッグ・ホーン」、（加）
フリゲート艦「ウィニペグ」

日米韓共同訓練 22.9.30 日本海 米国、韓国 護衛艦「あさひ」 艦艇1隻

（米）空母「ロナルド・レー
ガン」、巡洋艦「チャンセラー
ズビル」、駆逐艦「バリー」・
「ベンフォールド」、潜水艦、
（韓）駆逐艦「ムンム・デワ
ン」

日米豪加共同訓練
（ノーブル・ミス

ト22）
22.10.4
～10.8 南シナ海

米国、オーストラ
リア、カナダ 護衛艦「きりさめ」 艦艇1隻

（米）駆逐艦「ミリウス」・「ヒ
ギンズ」、巡視船「ミジェッ
ト」、（豪）駆逐艦「ホバー
ト」、フリゲート艦「アルン
タ」、補給艦「ストルワート」、
（加）フリゲート艦「ウィニ
ペグ」

米豪比主催共同訓
練（Exercise　
SAMASAMA/
LUMBAS�2022）

22.10.11
～10.18 スールー海

米国、オーストラ
リア、フィリピン、
フランス、英国

護衛艦「きりさめ」、
US-2

艦艇1隻
航空機1機

（米）駆逐艦「ミリウス」、
P-8A、（豪）駆逐艦「ホバー
ト」、補給艦「ストルワート」、
（比）フリゲート艦「ホセ・
リサール」、C-90等、（仏）
FALCON200、（英）哨戒艦
「スペイ」

多国間共同訓練 22.11.6、
11.7 関東南方

オーストラリア、
カナダ、インド、
インドネシア、マ
レーシア、パキス
タン、韓国、シン
ガポール、タイ、
米国

－ － －
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訓　練　名 期間�
（年月日） 場　所 参　加　国 自衛隊の参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（相手国）

日米印豪共同訓練
（マラバール
2022）

22.11.8
～11.15 関東南方

米国、インド、オー
ストラリア

護衛艦「たかなみ」・
「しらぬい」・「ひゅ
うが」、輸送艦「く
にさき」、補給艦「お
うみ」、潜水艦、
P-1、UP-3D、特別
警備隊

艦艇6隻
航空機2機

（米）空母「ロナルド・レー
ガン」、巡洋艦「チャンセラー
ズビル」、駆逐艦「ミリウス」、
P-8A、特殊作戦部隊、（印）
フリゲート艦「シヴァリク」、
対潜コルベット艦「カモル
タ」、P-8I、特殊作戦部隊、
（豪）フリゲート艦「アラン
タ」、補給艦「ストルワート」、
潜水艦、P-8A

日米豪共同訓練 22.11.19、
11.20

関東南方から四国
南方

米国、オーストラ
リア 護衛艦「せとぎり」 艦艇1隻

（米）空母「ロナルド・レー
ガン」、巡洋艦「チャンセラー
ズビル」、駆逐艦「ミリウス」、
（豪）補給艦「ストルワート」

米スリランカ主催
共同訓練

（CARAT2023）
23.1.19
～1.27 コロンボ沖

米国、スリランカ、
モルディブ 海上幕僚監部 －

（米）揚陸艦「アンカレッジ」、
P-8A、（スリランカ）フリ
ゲート艦「カジャバフ」・「ビ
ヤバフ」、（モルディブ）モル
ディブ国防軍司令部等

パキスタン海軍主
催多国間共同訓練
（AMAN23）

23.2.9
～2.14 アラビア海北部 パキスタン等 護衛艦「すずつき」、

海上幕僚監部 艦艇1隻 －

米国主催国際海上
訓練（IMX/
CE23）

23.2.26
～3.19 バーレーン周辺 米国等 掃海母艦「うらが」、

掃海艦「あわじ」
艦艇2隻
人員約200名 －

日米豪共同訓練
（注3）

23.3.6
～3.8 九州周辺

米国、オーストラ
リア

EP-3、OP-3C、
RC-2 航空機3機 （米）RC-135、（豪）P-8A

日仏米豪印英加新
共同訓練（ラ・ペ
ルーズ23）

23.3.13、
3.14 スリランカ東方

フランス、米国、
オーストラリア、
インド、イギリス、
カナダ、ニュージー
ランド

護衛艦「すずつき」 艦艇1隻

（仏）強襲揚陸艦「ディクス
ミュード」、フリゲート艦「ラ
ファイエット」、（米）沿海域
戦闘艦「チャールストン」、
（豪）フリゲート艦「パース」、
（印）フリゲート艦「サヒャ
ドリ」、補給艦「ジョッティ」、
（英）哨戒艦「テイマー」、
（加）カナダ海軍司令部等、
（新）ニュージーランド海軍
司令部等

令和4年度米海軍
主催固定翼哨戒機
多国間共同訓練
（シードラゴン

2023）

23.3.13
～3.30

グアム島及び同周
辺海空域 米国等 第1航空隊（P-1） 航空機

人員約40名 －
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航空自衛隊

訓　練　名 期間�
（年月日） 場　所 参　加　国 自衛隊の参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（相手国）

日米豪共同訓練
（コープ・ノース・

グアム）
19.2.7
～3.19

米国グアム島アン
ダーセン空軍基地、
北マリアナ諸島サイ
パン島、テニアン島、
ロタ島及びファラロ
ン・デ・メディニラ
空対地射場並びに同
周辺空域

米国、
オーストラリア

航空総隊第8航空団、
第9航空団、航空救
難団、警戒航空隊
航空支援集団第1輸
送航空隊

航空機　約20機
人員　約450名（延べ） －

ミクロネシア連邦
等における人道支
援・災害救援共同

訓練
（クリスマス・ドロッ

プ）

19.12.4
～12.16

米国グアム島アン
ダーセン空軍基地、
米国北マリアナ諸島、
パラオ及びミクロネ
シア並びにこれらの
周辺空域

米国、
オーストラリア、
ニュージーランド

航空支援集団第1輸
送航空隊

航空機　1機
人員　約30名

（米）C-130J×3機
（豪）C-130J×1機
（NZ）C-130H×1機

コープ・ノース20
における日米豪
共同訓練及び

日米豪人道支援・
災害救難共同訓練

日米豪共
同訓練：
20.1.31
～3.8

米国グアム島アン
ダーセン空軍基地、
北マリアナ諸島テニ
アン島及びファラロ
ン・デ・メディニラ
空対地射場並びにこ
れらの周辺空域

米国、オーストラ
リア

航空総隊第8航空団、
第9航空団、航空救
難団、警戒航空隊、
航空支援集団第1輸
送航空隊、第3輸送
航空隊

F-15J／DJ×8機
F-2A／B×6機、
U-125A×2機
E-2C×2機
C-2×1機
KC-767×1機
人員　約450名

－

日米豪人
道支援・
災害救援
共同訓練：
20.2.12
～2.26

米国グアム島アン
ダーセン空軍基地、
北マリアナ諸島サイ
パン島、テニアン島
及びロタ島並びにこ
れらの周辺空域

米国、オーストラ
リア

航空総隊航空救難団、
航空戦術教導団、航
空支援集団第3輸送
航空隊、航空機動衛
生隊等

U-125A×2機
C-2×1機
人員　約70名

－

米宇宙軍主催多国
間机上演習

（シュリーバー演習
2020）

20.11.4
～11.5 市ヶ谷（オンライン）

米国、オーストラ
リア、カナダ、フ
ランス、ドイツ、
ニュージーランド、
英国

航空幕僚監部、統合
幕僚監部、内部部局 人員　18名 －

米宇宙軍主催多国
間机上演習

（シュリーバー演習
2021）

21.9.29�
～9.30 市ヶ谷（オンライン）

米国、オーストラ
リア、カナダ、フ
ランス、ドイツ、
ニュージーランド、
英国

航空幕僚監部、統合
幕僚監部、内部部局 人員18名 －

米宇宙軍主催多国
間机上演習

（シュリーバー演習
2023）

23.3.20
～3.31

米国マックスウェル
空軍基地

米国、オーストラ
リア、カナダ、フ
ランス、ドイツ、
ニュージーランド、
英国

航空幕僚監部、統合
幕僚監部、内部部局 人員18名 －

コープ・ノース21
における日米豪
共同訓練及び日米
豪仏人道支援・災
害救援共同訓練
（注2）

日米豪共
同訓練：
21.1.18
～2.28

米国グアム島アン
ダーセン空軍基地、
ファラロン・デ・メ
ディニラ空対地射場
並びに同周辺空域、
パラオ共和国バベル
ダオブ島ロマン・ト
メトゥチェル国際空
港及びアンガウル島

米国、オーストラ
リア

航空総隊第2航空団、
第8航空団、警戒航
空隊団、航空支援集
団第3輸送航空隊

F-15J／DJ×6機
F-2A×3機
E-767×1機
C-2×1機
人員　約250名

－

日米豪仏
人道支援・
災害救援
共同訓練：
21.1.18
～2.28

米国グアム島アン
ダーセン空軍基地、
ファラロン・デ・メ
ディニラ空対地射場
並びに同周辺空域、
パラオ共和国バベル
ダオブ島ロマン・ト
メトゥチェル国際空
港及びアンガウル島

米国、オーストラ
リア

航空総隊基地警備教
導隊、航空支援集団
第3輸送航空隊

C-2×1機
人員　約110名 －
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訓　練　名 期間�
（年月日） 場　所 参　加　国 自衛隊の参加部隊 人員など�

（日本）
人員など�
（相手国）

日英米蘭加共同訓練
（PACIFIC�
CROWN21）
（注2）

21.9.2
～9.9

四国沖及び関東東方
の太平洋上の空域並
びに横田基地

英国、米国、オラ
ンダ、カナダ

第3航空団、第5航
空団、第8航空団、
第9航空団、警戒航
空団、第1輸送航空
隊

F-2A/B×4機、
F-15J/DJ×8機、
F-35A×2機、E-767
×1機、E-2C/D×1
機、KC-767×1機

（英）空母「クイーン・
エリザベス」、フリゲー
ト艦「ケント」、駆逐
艦「ディフェンダー」、
補給艦「タイドスプリ
ング」、F-35B
（米）駆逐艦「ザ・サ
リバンズ」、P-8A、
F-35B
（オランダ）フリゲー
ト艦「エファーツェン」
（カナダ）フリゲート
艦「ウィニペグ」

ミクロネシア連邦
等における人道支
援・災害救援共同

訓練
（クリスマス・ドロッ

プ）

21.12.1
～12.13

米国グアム島アン
ダーセン空軍基地、
アメリカ合衆国北マ
リアナ諸島、パラオ
共和国及びミクロネ
シア連邦並びに同周
辺空域

米国等 航空支援集団第1輸
送航空隊

C-130H×1機、人員
約20名 －

コープ・ノース22
における日米豪
共同訓練等
（注2）

日米豪共同
訓練：
22.2.2
～2.18

米国グアム島アン
ダーセン空軍基地及
びファラロン・デ・
メディニラ空対地射
場並びにこれらの周
辺空域

米国、オーストラ
リア

第2航空団、第8航
空団、航空戦術教導
団、航空救難団、警
戒航空団、第1輸送
航空隊

F-15J/DJ×6機、
F-2A×6機、
U-125A×1機、
UH-60J×1機及び
E-767×1機、
KC-767×1機、人員
約380名

－

人道支援・
災害救援
共同訓練：
22.2.2
～2.18

米国グアム島アン
ダーセン空軍基地及
び北マリアナ諸島並
びにこれらの周辺空
域

米国、オーストラ
リア、フランス

航空救難団、第1輸
送航空隊、第2輸送
航空隊、第3輸送航
空隊、航空保安管制
群、航空気象群、航
空機動衛生隊

U-125A×1機、
UH-60J×1機、人員
約150名（日米豪共
同訓練と重複して参
加するものを含む。）

－

豪空軍演習（ピッ
チ・ブラック22）

22.8.20
～9.8

オーストラリア北部
準州ダーウィン空軍
基地及び同周辺空域

オーストラリア等 第7航空団 人員約150名、
F-2A×6機 －

ミクロネシア等に
おける人道支援・
災害救援共同訓練
（クリスマス・
ドロップ）

22.11.30
～12.12

米国グアム島アン
ダーセン空軍基地、
米国北マリアナ諸島、
パラオ及びミクロネ
シア並びにこれらの
周辺空域

米国、オーストラ
リア等 航空支援集団 人員約20名、

C-130H×1機 －

コープ・ノース23
における

日米豪共同訓練等
23.2.8
～2.24

（1）米国グアム島
（2）米国北マリアナ
諸島

（3）前2号に規定す
る場所の周辺空域

（4）パラオ共和国ロ
マン・トメトゥチェ
ル国際空港

（5）海上自衛隊硫黄
島航空基地

米国、オーストラ
リア等

第8航空団、第9航
空団、航空戦術教導
団、航空救難団、警
戒航空団、第1輸送
航空隊、第2輸送航
空隊、第3輸送航空
隊、航空保安管制群、
航空気象群、航空機
動衛生隊

F-15J/DJ×6機、
F-2A/B×6機、
UH-60J×1機、
E-767×1機、
K/C-130H×2機、
KC-767×1機
人員約500名

－

日米豪共同訓練
（注2）

23.3.6
～3.8 九州周辺空域

米国、オーストラ
リア

航空戦術教導団、第
31航空群

RC-2×1機、EP-3
×1機、OP-3C×1
機

（米）RC-135×1機、
（豪）P-8A×1機

（注1）�人員等数については公表時のものを基準�
なお、人員が概数のものについては、概数同士を足し合わせているため、実際の計とは一致しない場合がある。

（注2）海上自衛隊も参加（海自の欄に重複で記載）
（注3）航空自衛隊も参加（空自の欄に重複で記載）
（注4）陸上自衛隊も参加（陸自の欄に重複で記載）
（注5）新型コロナウイルス感染症の影響により参加国などに変更
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	資料59	 国際機関への防衛省職員の派遣実績
� （2023.3.31現在）

（1）国連機関への職員派遣

派遣期間 派遣機関名 派遣実績
97.6.9～02.6.30、
04.8.1～07.7.31 化学兵器禁止機関（OPCW）査察局長（オランダ・ハーグ） 陸上自衛官1名（将補）※1

97.6.23～00.6.23 化学兵器禁止機関（OPCW）査察員（オランダ・ハーグ） 陸上自衛官1名（1尉）
02.10.1～07.6.30 化学兵器禁止機関（OPCW）査察局運用・計画部長（オランダ・ハーグ） 陸上自衛官1名（1佐）
05.7.11～09.7.10 化学兵器禁止機関（OPCW）査察員（オランダ・ハーグ） 陸上自衛官1名（3佐）
09.1.9～13.1.8 化学兵器禁止機関（OPCW）査察員（オランダ・ハーグ） 陸上自衛官1名（3佐）
13.8.27～16.8.31 化学兵器禁止機関（OPCW）査察員（オランダ・ハーグ） 陸上自衛官1名（1尉）
02.12.2～05.6.1 国連平和維持活動局（国連PKO局）軍事部軍事計画課（ニューヨーク） 陸上自衛官1名（2佐）
05.11.28～08.11.27 国連平和維持活動局（国連PKO局）軍事部軍事計画課（ニューヨーク） 陸上自衛官1名（2佐）
11.1.16～14.1.15 国連平和維持活動局（国連PKO局）軍事部軍事計画課（ニューヨーク） 陸上自衛官1名（2佐）
13.9.18～16.9.17 国連平和維持活動局（国連PKO局）軍事部部隊形成課（ニューヨーク） 陸上自衛官1名（2佐）
15.6.1～17.11.30 国連平和維持活動局（国連PKO局）運用部アフリカ第1部上級連絡官（ニューヨーク）陸上自衛官1名（1佐）
16.3.1～16.8.31 国連フィールド支援局後方支援部戦略支援課（ニューヨーク） 事務官1名※2
16.8.29～19.8.26 国連平和活動局軍事部軍事計画課（ニューヨーク）※3 陸上自衛官1名（2佐）
17.2.11～20.2.18 国連活動支援局後方支援部戦略支援課（ニューヨーク）※4 事務官1名
18.4.1～20.12.31 国連安保理決議第1540号に関する1540委員会専門家グループ（ニューヨーク） 教官1名
19.10.19～22.5.8 国連平和活動局軍事部軍事計画課（ニューヨーク） 陸上自衛官1名（1佐）
20.8.8～ 国連活動支援局特別活動部パートナーシップ支援課（ニューヨーク） 陸上自衛官1名（2佐）
21.3.15～ 国連活動支援局特別活動部パートナーシップ支援課（ニューヨーク） 事務官1名
22.7.3～ 国連平和活動局軍事部軍事計画課（ニューヨーク） 陸上自衛官1名（2佐）
22.12.5～ 国連平和活動局軍事部軍事能力評価室（ニューヨーク） 陸上自衛官1名（1佐）

※1　OPCW査察局長については、07.8.1付での自衛官退官後も引き続き09.7まで勤務した。
※2　外務省事務官の身分での派遣
※3　19.1.1の組織改編により、「国連平和維持活動局」から「国連平和活動局」に名称を変更
※4　19.1.1の組織改編により、「国連フィールド支援局」から「国連活動支援局」に名称を変更
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（2）PKOセンターなどへの講師などの派遣

派遣期間 派遣機関名 派遣実績
08.11.21～08.11.30 アフリカ紛争解決平和維持訓練カイロ地域センター（エジプト） 陸上自衛官2名（2佐）
09.5.22～09.6.6 アフリカ紛争解決平和維持訓練カイロ地域センター（エジプト） 陸上自衛官1名（将補）
09.8.28～09.9.5 バマコ平和維持学校（マリ） 陸上自衛官2名（2佐）
10.4.10～10.4.17 アフリカ紛争解決平和維持訓練カイロ地域センター（エジプト） 陸上自衛官1名（2佐）※1
10.8.14～10.8.30 バマコ平和維持学校（マリ） 陸上自衛官1名（1佐）
11.11.15～11.11.20 コフィ・アナン国際平和維持訓練センター（ガーナ） 陸上自衛官1名（1佐）
12.7.31～12.8.5 国際平和維持訓練センター（ケニア） 陸上自衛官1名（1佐）
12.12.15～12.12.19 アフリカ紛争解決平和維持訓練カイロ地域センター（エジプト） 航空自衛官1名（2佐）
13.3.9～13.3.14 南アフリカ国立平和維持活動訓練センター（南アフリカ） 海上自衛官1名（1佐）
13.8.28～13.9.1 国際平和維持訓練センター（ケニア） 陸上自衛官1名（2佐）
13.10.5～13.10.9 国際平和維持訓練センター（ケニア） 海上自衛官1名（1佐）
14.3.8～14.3.13 南アフリカ国立平和維持活動訓練センター（南アフリカ） 海上自衛官1名（1佐）
14.3.23～14.5.25 国際平和維持訓練センター（エチオピア） 陸上自衛官1名（2佐）
14.8.12 国際平和維持訓練センター（ケニア）（南スーダンでの出張講義） 陸上自衛官1名（2佐）
14.10.5～14.10.9 国際平和維持訓練センター（ケニア） 海上自衛官1名（1佐）
14.10.6～14.10.23 国際平和維持訓練センター（エチオピア） 陸上自衛官1名（2佐）
15.3.19～15.4.1 国連平和維持センター（インド） 海上自衛官1名（1佐）
15.6.4～15.7.1 平和支援訓練センター（エチオピア）※2 陸上自衛官1名（2佐）
15.9.5～15.9.20 南アフリカ国立平和維持活動訓練センター（南アフリカ） 海上自衛官1名（1佐）
15.10.22～15.11.7 平和支援訓練センター（エチオピア） 陸上自衛官1名（2佐）
16.3.21～16.4.1 国連平和維持センター（インド） 海上自衛官1名（1佐）
16.5.31～16.6.17 平和支援訓練センター（エチオピア） 陸上自衛官1名（2佐）
16.11.4～16.11.19 平和支援訓練センター（エチオピア） 陸上自衛官1名（2佐）
17.3.6～17.3.19 平和支援訓練センター（エチオピア） 陸上自衛官2名（2佐）
17.6.2～17.6.18 平和支援訓練センター（エチオピア） 陸上自衛官2名（2佐）
17.12.1～17.12.15 平和支援訓練センター（エチオピア） 陸上自衛官2名（2佐）
18.6.30～18.7.15 平和支援訓練センター（エチオピア） 陸上自衛官1名（2佐）
18.8.22～18.8.28 インドネシア国軍平和維持ミッションセンター（インドネシア） 陸上自衛官1名（2佐）
18.11.2～18.11.18 平和支援訓練センター（エチオピア） 陸上自衛官1名（2佐）
19.3.3～19.3.15 平和支援訓練センター（エチオピア） 陸上自衛官1名（2佐）
19.6.28～19.7.12 平和支援訓練センター（エチオピア） 陸上自衛官1名（2佐）
19.11.8～19.11.22 平和支援訓練研究センター（エチオピア）※3 陸上自衛官1名（2佐）
20.3.6～20.3.15 平和支援訓練研究センター（エチオピア） 陸上自衛官1名（2佐）
22.3.4～22.3.16 平和支援訓練研究センター（エチオピア） 陸上自衛官1名（2佐）
※1　初の女性自衛官派遣
※2　15年6月、「国際平和維持訓練センター」から「平和支援訓練センター」に名称変更
※3　19年10月、「平和支援訓練センター」から「平和支援訓練研究センター」に名称変更
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	資料60	 国際平和協力活動関連法の概要比較

項　目 国際平和支援法 国際平和協力法 国際緊急援助隊法
旧イラク人道復興支援特措法

（2009年
7月31日失効）

旧補給支援特措法
（2010年
1月15日失効）

目　　的

○　国際社会の平和及
び安全の確保に資する
こと

○　国際連合を中心と
した国際平和のための
努力への積極的な寄与

○　国際協力の推進に
寄与すること

○　国家の速やかな再建
に向けたイラク国民に
よる自主的な努力を支
援し、促進しようとす
る国際社会の取組への
主体的・積極的な寄与
○　イラク国家の再建を
通じて、わが国を含む
国際社会の平和および
安全の確保に資するこ
と

○　国際的なテロリズ
ムの防止・根絶のため
の国際社会の取組に積
極的かつ主体的に寄与
○　わが国を含む国際
社会の平和および安全
の確保に資すること

自衛隊法の�
規　　　定

○　84条の5（6章）に
規定

○　84条の5（6章）に
規定

○　84条の5（6章）に
規定

○　自衛隊法附則に規定 ○　自衛隊法附則に規
定

主要な活動

○　協力支援活動（注1）
○　捜索救助活動（注1）
○　船舶検査活動（注3）

○　国連平和維持活動
○　国際連携平和安全活
動
○　人道的な国際救援活
動
○　国際的な選挙監視活
動
○　上記活動のための物
資協力

○　救助活動
○　医療活動（防疫活動
を含む）
○　災害応急対策及び
災害復旧のための活動
○　上記活動を行う人
員又は機材・物資輸送

○　人道復興支援活動
○　安全確保支援活動

○　補給支援活動

活動地域

○　わが国領域
○　外国の領域（当該外
国等の同意が必要）
○　公海及びその上空

○　わが国以外の領域
（公海を含む。）
（紛争当事者間の停戦
合意及び受入れ国の同
意が必要）

○海外の地域、特に開発
途上にある海外の地域

○　わが国領域
○　外国の領域（当該外
国等の同意が必要）（注
2）
○　公海およびその上空
（注2）

○　わが国領域
○　外国（インド洋沿岸
国などに限る）の領域
（当該外国の同意が必要）
（注2）
○　公海（インド洋など
に限る）およびその上
空（注2）

国会承認

○　例外なき事前承認 ○　自衛隊の部隊等が
いわゆる停戦監視業務
や安全確保業務を行う
場合に限り、原則とし
て、事前に国会付議
（注4）

なし ○　自衛隊による対応措
置について、その開始
した日から20日以内
に国会付議（注4）

（注5）

国会報告 ○　基本計画の内容など
について遅滞なく報告

○　実施計画の内容など
について遅滞なく報告

なし ○　基本計画の内容など
について遅滞なく報告

○　実施計画の内容など
について遅滞なく報告

（注1）現に戦闘が行われていない現場に限る。
（注2）現に戦闘が行われておらず、かつ、そこで実施される活動の期間を通じて戦闘行為が行われることがないと認められる地域に限る。
（注3）外国による船舶検査活動に相当する活動と明確に区別された海域において行う。
（注4）国会が閉会中などの場合は、その後最初に召集される国会において、速やかに、その承認を求めなければならない。
（注5）�法律上、①活動の種類および内容を補給のみに限定。②派遣先の外国の領域を含む実施区域の範囲についても規定していることから、そ

の活動の実施にあたり、重ねて国会承認を求めるまで必要ないと考えられるため、国会承認にかかわる規定は置かれていない。
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	資料61	 自衛隊が行った国際平和協力活動など
� （2023.3.31現在）
（1）ペルシャ湾機雷掃海派遣

派遣地 派遣期間 人　数 延べ人数 主な業務内容

ペルシャ湾など ペルシャ湾掃海派
遣部隊 91.4～91.10 約510人 約510人 ・ペルシャ湾における機雷の除去及びその処理

（2）国際平和協力業務

派遣期間 人　数 延べ人数 主な業務内容

国連カンボジア
暫定機構（UNTAC）

（PKO）

停戦監視要員 92.9～93.9 8人 16人 ・集めた武器の保管状況の監視
・停戦監視

施設部隊 92.9～93.9 600人 1,200人
・道路・橋の修理など
・給油・給水活動
・給食、宿泊または作業のための施設の提供、医療

国連モザンビーク活動
（ONUMOZ）
（PKO）

司令部要員 93.5～95.1 5人 10人 ・中長期的な業務計画の立案及び輸送業務に関する
企画・調整

輸送調整部隊 93.5～95.1 48人 144人 ・輸送手段の割当て、通関の補助その他輸送に関す
る技術的調整

ルワンダ難民救援
（人道）

ルワンダ
難民救援隊 94.9～12 260人 260人 ・医療・防疫・給水活動

空輸派遣隊 94.9～12 118人 118人
・ルワンダ難民救援隊の隊員や補給物資などの航空
輸送
・国際機関などの要員、物資の航空輸送

国連兵力
引き離し監視隊
（UNDOF）
（PKO）

司令部要員
96.2～09.2 1～13次要員：

2人
38人 ・広報・予算の作成並びに輸送・整備などの業務に

関する企画・調整
09.2～13.1 14～17次要員：�3人

輸送部隊
96.2～12.8 1～33次要員：

43人
1,463人

・食料品などの輸送
・補給品倉庫における物資の保管、道路などの補修、
重機材などの整備、消防、除雪12.8～13.1 34次要員：�

44人
東ティモール
避難民救援 空輸部隊 99.11～00.2 113人 113人 ・援助物資及びUNHCR関係者の航空輸送

アフガニスタン
難民救援 空輸部隊 01.10 138人 138人 ・援助物資の航空輸送

国連東ティモール
暫定行政機構
（UNTAET）

（02.5.20からは
国連東ティモール支援団
（UNMISET）
（PKO）

司令部要員 02.2～04.6
1次要員：�

10人
2次要員：�

7人
17人 ・施設業務の企画調整及び兵站業務の調整など

施設部隊 02.3～04.6

1、2次要員：
680人

3次要員：�
522人

4次要員：�
405人

2,287人
・道路、橋の維持・補修など
・ディリなど所在の他国部隊および現地住民が使用
する給水所の維持
・民生支援業務

イラク難民救援
（人道） 空輸部隊 03.3～4 50人 50人 ・援助物資の航空輸送

イラク被災民救援
（人道） 空輸部隊 03.7～8 98人 98人 ・物資などの航空輸送

国連ネパール政治
ミッション（UNMIN）

（PKO）
軍事監視要員 07.3～11.1 6人 24人 ・マオイスト、ネパール国軍の武器・兵士の管理の

監視など

国連スーダン・
ミッション（UNMIS）

（PKO）
司令部要員 08.10～11.9 2人 12人 ・軍事部門の兵站全般に関する調整

・データベース管理

226日本の防衛

資
料
編

防衛2023_資料編_61-70.indd   226防衛2023_資料編_61-70.indd   226 2023/06/26   13:18:372023/06/26   13:18:37



派遣期間 人　数 延べ人数 主な業務内容

国連ハイチ
安定化ミッション
（MINUSTAH）
（PKO）

司令部要員 10.2～13.1 2人 12人 ・施設関係業務の企画調整、及び兵站全般に関する
企画調整

施設部隊 10.2～13.1

1次要員：�
203人

2次要員：�
346人

3、4次要員：
330人

5、6次要員：
317人

7次要員：�
297人

撤収支援要員：
44人

2,184人 ・瓦礫除去、道路補修、軽易な施設建設など

国連東ティモール統合
ミッション（UNMIT）

（PKO）
軍事連絡要員 10.9～12.9 2人 8人 ・東ティモール内各地の治安状況についての情報収

集

国連
南スーダン共和国

ミッション（UNMISS）
（PKO）

司令部要員 11.11～ 4人 51人
・軍事部門の兵站全般の需要に関する調整
・データベースの管理
・施設業務に関する企画・調整
・航空機の運航支援に関する企画・調整

派遣施設隊 12.1～17.5

1次要員：�
239人

2～4次要員：
349人

5、6次要員：
401人

7～10次要員：
353人

11次要員：
354人

撤収支援要員：
58人

（1～4次要員数
は、現地支援
調整所の要員
数も含む）

3,912人

・インフラ整備など
【5次要員以降は下記の業務も追加】
・施設部隊活動にかかるUNMISSなどとの協議・調整
・後方補給業務などに関する調整

現地支援調整所 12.1～
13.12

・施設部隊活動にかかるUNMISSなどとの協議・調整
・後方補給業務などに関する調整

シナイ半島国際平和
協力業務

（国際連携）
司令部要員 19.4～ 2人 8人 ・エジプト及びイスラエルとMFOとの連絡調整

ウクライナ被災民救援
（人道） 空輸隊 22.5～6 142人 142人 ・UNHCRの人道救援物資を航空輸送

（注）1　このほか、海上自衛隊（カンボジア、東ティモール）及び航空自衛隊（カンボジア、モザンビーク、ゴラン高原、東ティモール、ハイ
チ、南スーダン）の部隊が、輸送、補給面などでの支援活動を実施

2　ルワンダ難民救援については、このほか先遣隊23人を派遣した。

（3）国際緊急援助活動

派遣期間 人　数 延べ人数 主な業務内容
ホンジュラス�

国際緊急援助活動�
　（ハリケーン災害）

医療部隊
98.11～12

80人
185人

・治療・防疫活動

空輸部隊 105人 ・医療部隊の装備品などの航空輸送

トルコ国際緊急援助活
動に必要な物資輸送�
（地震災害）

海上輸送部隊 99.9～11 426人 426人 ・国際緊急援助活動に必要な物資（仮設住宅）の海
上輸送

インド国際緊急援助活動
（地震災害）

物資支援部隊
01.2

16人
94人

・援助物資の引き渡し及び援助物資に関する技術指導
空輸部隊 78人 ・援助物資及び支援部隊などの航空輸送

イラン国際緊急援助活
動に必要な物資輸送�
（地震災害）

空輸部隊 03.12～04.1 31人 31人 ・国際緊急援助活動に必要な物資（テントなど）の
航空輸送

タイ国際緊急援助活動
（地震・津波災害） 派遣海上部隊 04.12～05.1 590人 590人 ・被災者の捜索及び救助活動

インドネシア�
国際緊急援助活動�
（地震・津波災害）

統合連絡調整所

05.1～03

22人

925人

・国際緊急援助活動等に係る統合調整

医療・航空援助隊 228人 ・援助物資などの航空輸送
・医療・防疫活動

海上派遣部隊 593人 ・陸上自衛隊の国際緊急援助隊の海上輸送
・援助物資などの海上輸送

空輸部隊 82人 ・援助物資などの航空輸送
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派遣期間 人　数 延べ人数 主な業務内容
ロシア連邦カムチャッ
カ半島沖国際緊急援助�
（潜水艇事故）

海上派遣部隊 05.8 346人 346人 ・ロシア潜水艇の救助

パキスタン等地震に�
おける国際緊急援助�
活動（地震災害）

航空援助隊
05.10～12

147人
261人

・援助活動に関する航空輸送

空輸部隊 114人 ・陸上自衛隊の国際緊急援助隊の航空輸送

インドネシア国際緊急�
援助活動（地震災害）

医療援助隊
06.5～6

149人
234人

・医療・防疫活動
空輸部隊 85人 ・陸上自衛隊の国際緊急援助隊の航空輸送

インドネシア国際緊急�
援助活動（地震災害）

統合連絡調整所
09.10

21人
33人

・国際緊急援助活動等に係る統合調整
医療援助隊 12人 ・医療活動

ハイチ国際緊急援助
活動（地震災害）

統合連絡調整所

10.1～2

33人

234人

・ハイチ共和国関係機関、関係国などとの調整

空輸部隊 97人
・国際緊急援助隊等の航空輸送
・当該航空輸送の復路において国際緊急援助活動の
救助活動として行うハイチ共和国とアメリカ合衆
国間の被災民に関する航空輸送

医療援助隊 104人 ・医療活動

パキスタン水害における
国際緊急援助
（洪水災害）

統合運用調整所

10.8～11

27人

514人

・国際緊急援助活動等に係る統合調整
航空援助隊 184人 ・物資等の航空輸送
海上輸送隊 154人 ・陸上自衛隊の国際緊急援助隊の海上輸送
空輸部隊 149人 ・陸上自衛隊の国際緊急援助隊の航空輸送

ニュージーランド国際�
緊急援助活動を行う要
員及び物資輸送（地震

災害）
空輸部隊 11.2～3 40人 40人 ・国際緊急援助活動を行う人員及び物資の航空輸送

フィリピン�
国際緊急援助活動
（台風災害）

現地運用調整所
13.11～12

約10人
約1,100人

・国際緊急援助活動等に係る統合調整

統合任務部隊 約1080人 ・医療（診療・ワクチン）・防疫活動
・救援物資などの輸送

マレーシア航空機消息�
不明事案に対する�
国際緊急援助活動
（捜索）

現地運用調整所
14.3～5

約10人
約140人

・マレーシア関係機関、関係国などとの調整

国際緊急援助活動
飛行隊 約130人 ・捜索を含む救助活動

西アフリカにおける
エボラ出血熱の流行に
対する国際緊急援助活
動に必要な物資の輸送

（感染症）

現地調整所
14.11～12

4人
14人

国際緊急援助活動に従事する外務省及び国際協力機
構（JICA）並びにUNMEERその他関係機関との調整

空輸隊 10人 ・航空輸送

インドネシア�
国際緊急援助活動
（航空機事故）

現地支援調整所
14.12～15.1

3人
約350人

・消息不明のエア・アジア8501便の捜索を含む救助
活動に関する情報収集、関係機関、関係国との調整

国際緊急援助水上部隊 約350人 ・消息不明のエア・アジア8501便の捜索を含む救助
活動

西アフリカにおけるエ
ボラ出血熱の流行に対
する国際緊急援助活動

（感染症）
疫学調査支援 15.4～5 1人 1人 ・シエラレオネでのWHOが行う疫学調査などに対す

る支援

ネパール国際緊急�
援助活動

（地震災害）

統合運用調整所
15.4～5

4人
約140人

・ネパール連邦民主共和国関係機関・関係国などと
の調整

医療援助隊 約110人 ・医療活動
空輸部隊 約30人 ・医療活動の実施に必要な機材・物資の航空輸送

ニュージーランド�
国際緊急援助活動�
（地震災害）

航空隊 16.11 約30人 約30人 ・被災状況の確認

インドネシア�
国際緊急援助活動�
（地震・津波災害）

現地調整所
18.10

約10人
約60人

・被災状況及び現地活動に係る情報収集
・インドネシア共和国関係機関、関係国などとの調
整

空輸隊 約50人 ・人員・物資の輸送
ジブチ国際緊急援助�
活動（大雨・洪水災害）

海賊対処行動部隊
の一部※ 19.11～12 約230人 約230人 ・公共施設（小中学校）の排水及び機能復旧、緊急

援助物資の輸送及び配布

オーストラリア�
国際緊急援助活動�
（森林火災災害）

現地調整所
20.1～2

約10人
約80人

・オーストラリア連邦国関係機関、関係国などとの
調整

空輸隊 約70人 ・消火や救援活動に必要な物資、消防隊員などの航
空輸送
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派遣期間 人　数 延べ人数 主な業務内容

トンガ王国における�
国際緊急援助活動�
（火山災害）

現地調整所

22.1～2

7人

約370人

トンガ王国・オーストラリア連邦関係機関、関係国
等との調整

国際緊急援助空輸
隊等 約120人 緊急援助物資の航空輸送

統合任務部隊 約240人 緊急援助物資の海上輸送、給水活動

トルコ共和国における�
国際緊急援助活動�
（地震災害）

現地調整所
23.2～3

10人
約60人

・トルコ共和国関係機関、関係国等との調整

国際緊急援助空輸
隊等 約50人 ・緊急援助物資及び国際緊急援助活動に必要な機材

等の航空輸送
※海賊対処行動のために派遣されていた部隊（（7）海賊対処行動を参照））の一部をもって、活動を実施

（4）テロ対策特措法に基づく協力支援活動など

派遣地 派遣期間 人　数 延べ人数 主な業務内容

インド洋 補給活動等を行う部隊 01.11～
07.11 約320人 約10,900人 ・各国艦船への補給など

在日米軍基地など 輸送活動を行う部隊 － 約2,900人 ・物品の輸送

（5）補給支援特措法に基づく補給支援活動など

派遣地 派遣期間 人　数 延べ人数 主な業務内容
インド洋 補給支援部隊 08.1～10.2 約330人 約2,400人 ・各国艦船への補給など

（6）イラク人道復興支援特措法に基づく活動

派遣地 派遣期間 人　数 延べ人数 主な業務内容

イラク南東部など
復興支援群�
（1次～10次）
業務支援隊�
（1次～5次）

04.1～06.7 約600人 約5,600人 ・医療・給水・公共設備の復旧整備など

クウェートなど 後送業務隊 06.6～06.9 約100人 約100人 ・物品の後送に必要な業務
ペルシャ湾など 海上輸送部隊 04.2～04.4 約330人 約330人 ・陸自の現地での活動に必要な車両などの海上輸送

クウェートなど 輸送航空隊�
（1期～16期）

03.12～
08.12 約210人 約3,500人 ・人道復興関連物資などの航空輸送

クウェートなど 撤収業務隊 08.12～
09.2 約130人 約130人 ・撤収に係る業務

（7）海賊対処行動（海上警備行動としての派遣を含む。）

派遣地 派遣期間 人　数 延べ人数 主な業務内容

ソマリア沖・アデン湾 水上部隊
09.3～16.12 約400人 約10,000

人 船舶の護衛、ゾーンディフェンスなど

16.12～ 約200人※ 約3,800人
※ 船舶の護衛、ゾーンディフェンスなど

ソマリア沖・アデン湾
ジブチ

航空隊（海自）

09.5～11.2 約100人
約1,640人 アデン湾の警戒監視及び総務、経理、広報、衛生な

どの業務など11.2～12.6 約120人
12.6～14.7 約110人

ソマリア沖・アデン湾
ジブチ 14.7～15.7 約70人 約210人 アデン湾の警戒監視など

ソマリア沖・アデン湾
ジブチ 15.7～ 約60人※ 約1,980人

※

アデン湾の警戒監視など
（20.1から、海賊対処行動を実施している国際推奨航
路上空を中心としたアデン湾及びアラビア海北部の
西側の公海の範囲内における情報収集を実施）

ジブチ 支援隊（海自）
14.7～23.2 約30人

約580人 ジブチ共和国関係当局などとの連絡調整及び航空隊
が海賊対処行動を行うために必要な支援など23.2～ 約40人

バーレーンなど

第151連合任務部
隊司令部派遣隊 14.8～21.6 20人以内 約70人 第151連合任務部隊に参加する各国部隊などとの連

絡調整
第151連合任務群
司令部派遣隊 21.6～ 15人以内 4人 第151連合任務群に参加する各国部隊などとの連絡

調整
連合海上部隊司令
部派遣隊 21.6～ 2人 7人 第151連合任務群司令部及び第151連合任務群に参

加する各国部隊などとの連絡調整

ジブチ 現地調整所 12.7～14.7 3人 約12人 水上部隊及び航空隊が海賊対処行動を行うために必
要なジブチ共和国関係当局などとの連絡調整
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派遣地 派遣期間 人　数 延べ人数 主な業務内容

ジブチ
航空隊（陸自）

09.5～11.2 約50人
約970人 活動拠点及びP-3Cの警備など11.2～12.6 約60人

12.6～14.7 約80人

支援隊（陸自）
14.7～23.2 約80人

約1,530人 ジブチ共和国関係当局などとの連絡調整及び航空隊
が海賊対処行動を行うために必要な支援など23.2～ 約90人

（8）中東地域における情報収集活動

派遣地 派遣期間 人　数 延べ人数 主な業務内容

オマーン湾、�
アラビア海北部及び�
バブ・エル・マンデブ�
海峡東側のアデン湾

水上部隊 20.2～22.2 約200人 約1,200人 日本関係船舶の航行の安全確保のための情報収集活動

水上部隊
（派遣海賊対処行動
水上部隊が兼務）

22.2～ 約200人 約800人 日本関係船舶の航行の安全確保のための情報収集活動

ソマリア沖・アデン湾
ジブチ

航空隊（海自）�
（派遣海賊対処行
動航空隊が兼務）

20.1～ 約60人 約840人
海賊対処行動を実施している国際推奨航路上空を中
心としたアデン湾及びアラビア海北部の西側の公海
の範囲内における情報収集

※中東地域における情報収集活動は、海賊対処部隊の活用によるものであり、水上部隊及び航空隊の人数及び延べ人数は、それぞれ（7）海賊対
処行動の※の内数
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	資料62	 PSI訓練への防衛省・自衛隊の参加実績（2012年度以降）
� （2023.3.31現在）
実施時期 訓　　練 実施場所 防衛省・自衛隊の対応

2012年7月 日本主催PSI航空阻止訓練 日本
統幕、陸幕、空幕、航空総隊、航空支援集団、北部方面隊、中央即
応集団、陸自第7化学防護隊、中央特殊武器防護隊、内部部局が参
加（航空機2機を含む。）

2012年9月 韓国主催PSI海上阻止訓練 韓国 統幕、海幕、内部部局が参加（艦艇1隻、航空機1機を含む。）
2013年2月 米・UAE共催PSI訓練 UAE オブザーバー派遣（統幕）
2014年8月 米国主催PSI海上阻止訓練 米国 統幕が参加（艦艇1隻を含む。）
2015年11月 ニュージーランド主催PSI阻止訓練 ニュージーランド 統幕が参加
2016年9月 シンガポール主催PSI海上阻止訓練 シンガポール 統幕が参加

2017年9月 オーストラリア主催PSI海上阻止訓
練 オーストラリア 統幕、陸幕、海幕、内部部局が参加（航空機1機を含む。）

2018年7月 日本主催PSI海上阻止訓練 日本 統幕、陸上総隊、自衛艦隊、東部方面隊、横須賀地方隊、化学学校、
内部部局が参加（艦艇2隻、航空機2機、車両3両を含む。）

2019年7月 韓国主催PSI訓練 韓国 統幕、化学学校が参加
2021年10月 シンガポール主催PSI訓練 シンガポール 統幕、陸自中央特殊武器防護隊がVTCにより参加
2022年8月 米国主催PSI訓練 米国 統幕、陸自化学学校等が参加
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	資料63	 防衛装備移転三原則
平成26年4月1日　国家安全保障会議決定

閣 議 決 定
政府は、これまで防衛装備の海外移転については、昭和

42年の佐藤総理による国会答弁（以下「武器輸出三原則」
という。）及び昭和51年の三木内閣の政府統一見解によっ
て慎重に対処することを基本としてきた。このような方針
は、我が国が平和国家としての道を歩む中で一定の役割を
果たしてきたが、一方で、共産圏諸国向けの場合は武器の
輸出は認めないとするなど時代にそぐわないものとなって
いた。また、武器輸出三原則の対象地域以外の地域につい
ても武器の輸出を慎むものとした結果、実質的には全ての
地域に対して輸出を認めないこととなったため、政府は、
これまで個別の必要性に応じて例外化措置を重ねてきた。

我が国は、戦後一貫して平和国家としての道を歩んでき
た。専守防衛に徹し、他国に脅威を与えるような軍事大国
とはならず、非核三原則を守るとの基本原則を堅持してき
た。他方、現在、我が国を取り巻く安全保障環境が一層厳
しさを増していることや我が国が複雑かつ重大な国家安全
保障上の課題に直面していることに鑑みれば、国際協調主
義の観点からも、より積極的な対応が不可欠となってい
る。我が国の平和と安全は我が国一国では確保できず、国
際社会もまた、我が国がその国力にふさわしい形で一層積
極的な役割を果たすことを期待している。これらを踏ま
え、我が国は、今後の安全保障環境の下で、平和国家とし
ての歩みを引き続き堅持し、また、国際政治経済の主要プ
レーヤーとして、国際協調主義に基づく積極的平和主義の
立場から、我が国の安全及びアジア太平洋地域の平和と安
定を実現しつつ、国際社会の平和と安定及び繁栄の確保に
これまで以上に積極的に寄与していくこととしている。

こうした我が国が掲げる国家安全保障の基本理念を具体
的政策として実現するとの観点から、「国家安全保障戦略
について」（平成25年12月17日国家安全保障会議及び閣議
決定）に基づき、防衛装備の海外移転に係るこれまでの政
府の方針につき改めて検討を行い、これまでの方針が果た
してきた役割に十分配意した上で、新たな安全保障環境に
適合するよう、これまでの例外化の経緯を踏まえ、包括的
に整理し、明確な原則を定めることとした。

防衛装備の適切な海外移転は、国際平和協力、国際緊急
援助、人道支援及び国際テロ・海賊問題への対処や途上国
の能力構築といった平和への貢献や国際的な協力（以下

「平和貢献・国際協力」という。）の機動的かつ効果的な実
施を通じた国際的な平和と安全の維持の一層積極的な推進
に資するものであり、また、同盟国である米国及びそれ以
外の諸国との安全保障・防衛分野における協力の強化に資
するものである。さらに、防衛装備品の高性能化を実現し
つつ、費用の高騰に対応するため、国際共同開発・生産が
国際的主流となっていることに鑑み、我が国の防衛生産・
技術基盤の維持・強化、ひいては我が国の防衛力の向上に
資するものである。

他方、防衛装備の流通は、国際社会への安全保障上、社
会上、経済上及び人道上の影響が大きいことから、各国政
府が様々な観点を考慮しつつ責任ある形で防衛装備の移転
を管理する必要性が認識されている。

以上を踏まえ、我が国としては、国際連合憲章を遵守す
るとの平和国家としての基本理念及びこれまでの平和国家
としての歩みを引き続き堅持しつつ、今後は次の三つの原
則に基づき防衛装備の海外移転の管理を行うこととする。
また、武器製造関連設備の海外移転については、これまで
と同様、防衛装備に準じて取り扱うものとする。
1　移転を禁止する場合の明確化

次に掲げる場合は、防衛装備の海外移転を認めないこと
とする。

①当該移転が我が国の締結した条約その他の国際約束に
基づく義務に違反する場合、

②当該移転が国際連合安全保障理事会の決議に基づく義
務に違反する場合、又は

③紛争当事国（武力攻撃が発生し、国際の平和及び安全
を維持し又は回復するため、国際連合安全保障理事会
がとっている措置の対象国をいう。）への移転となる
場合

2　移転を認め得る場合の限定並びに厳格審査及び情報公開
上記1以外の場合は、移転を認め得る場合を次の場合に

限定し、透明性を確保しつつ、厳格審査を行う。具体的に
は、防衛装備の海外移転は、平和貢献・国際協力の積極的
な推進に資する場合、同盟国たる米国を始め我が国との間
で安全保障面での協力関係がある諸国（以下「同盟国等」
という。）との国際共同開発・生産の実施、同盟国等との
安全保障・防衛分野における協力の強化並びに装備品の維
持を含む自衛隊の活動及び邦人の安全確保の観点から我が
国の安全保障に資する場合等に認め得るものとし、仕向先
及び最終需要者の適切性並びに当該防衛装備の移転が我が
国の安全保障上及ぼす懸念の程度を厳格に審査し、国際輸
出管理レジームのガイドラインも踏まえ、輸出審査時点に
おいて利用可能な情報に基づいて、総合的に判断する。

また、我が国の安全保障の観点から、特に慎重な検討を
要する重要な案件については、国家安全保障会議において
審議するものとする。国家安全保障会議で審議された案件
については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律

（平成11年法律第42号）を踏まえ、政府として情報の公開
を図ることとする。
3　目的外使用及び第三国移転に係る適正管理の確保

上記2を満たす防衛装備の海外移転に際しては、適正管
理が確保される場合に限定する。具体的には、原則として
目的外使用及び第三国移転について我が国の事前同意を相
手国政府に義務付けることとする。ただし、平和貢献・国
際協力の積極的な推進のため適切と判断される場合、部品
等を融通し合う国際的なシステムに参加する場合、部品等
をライセンス元に納入する場合等においては、仕向先の管
理体制の確認をもって適正な管理を確保することも可能と
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する。
以上の方針の運用指針については、国家安全保障会議に

おいて決定し、その決定に従い、経済産業大臣は、外国為
替及び外国貿易法（昭和24年法律第228号）の運用を適切
に行う。

本原則において「防衛装備」とは、武器及び武器技術を
いう。「武器」とは、輸出貿易管理令（昭和24年政令第
378号）別表第1の1の項に掲げるもののうち、軍隊が使
用するものであって、直接戦闘の用に供されるものをい

い、「武器技術」とは、武器の設計、製造又は使用に係る
技術をいう。

政府としては、国際協調主義に基づく積極的平和主義の
立場から、国際社会の平和と安定のために積極的に寄与し
ていく考えであり、防衛装備並びに機微な汎用品及び汎用
技術の管理の分野において、武器貿易条約の早期発効及び
国際輸出管理レジームの更なる強化に向けて、一層積極的
に取り組んでいく考えである。
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	資料64	 防衛装備移転三原則の運用指針
平成26年 4 月 1 日　国家安全保障会議決定
平成27年11月24日　一 部 改 正
平成28年 3 月22日　一 部 改 正
令和 4 年 3 月 8 日　一 部 改 正

防衛装備移転三原則（平成26年4月1 日閣議決定。以下
「三原則」という。）に基づき、三原則の運用指針（以下
「運用指針」という。）を次のとおり定める。

（注）用語の定義は三原則によるほか、6のとおりとす
る。
1　防衛装備の海外移転を認め得る案件

防衛装備の海外移転を認め得る案件は、次に掲げるもの
とする。
（1）平和貢献・国際協力の積極的な推進に資する海外

移転として次に掲げるもの（平和貢献・国際協力の観
点から積極的な意義がある場合に限る。）
ア　移転先が外国政府である場合
イ　移転先が国際連合若しくはその関連機関、国連決

議に基づいて活動を行う機関、国際機関の要請に基
づいて活動を行う機関又は活動が行われる地域の属
する国の要請があってかつ国際連合の主要機関のい
ずれかの支持を受けた活動を行う機関である場合

（2）我が国の安全保障に資する海外移転として次に掲
げるもの（我が国の安全保障の観点から積極的な意義
がある場合に限る。）
ア　米国を始め我が国との間で安全保障面での協力関

係がある諸国との国際共同開発・生産に関する海外
移転

イ　米国を始め我が国との間で安全保障面での協力関
係がある諸国との安全保障・防衛協力の強化に資す
る海外移転であって、次に掲げるもの
ア　法律に基づき自衛隊が実施する物品又は役務の

提供に含まれる防衛装備の海外移転
イ　米国との相互技術交流の一環としての武器技術

の提供
ウ　米国からのライセンス生産品に係る部品や役務

の提供、米軍への修理等の役務提供
エ　我が国との間で安全保障面での協力関係がある

国に対する救難、輸送、警戒、監視及び掃海に係
る協力に関する防衛装備の海外移転

オ　国際法違反の侵略を受けているウクライナに対
して自衛隊法第116条の3の規定に基づき防衛大
臣が譲渡する装備品等に含まれる防衛装備の海外
移転

ウ　自衛隊を含む政府機関（以下「自衛隊等」とい
う。）の活動（自衛隊等の活動に関する外国政府又
は民間団体等の活動を含む。以下同じ。）又は邦人
の安全確保のために必要な海外移転であって、次に
掲げるもの
ア　自衛隊等の活動に係る、装備品の一時的な輸

出、購入した装備品の返送及び技術情報の提供
（要修理品を良品と交換する場合を含む。）

イ　公人警護又は公人の自己保存のための装備品の
輸出

ウ　危険地域で活動する邦人の自己保存のための装
備品の輸出

（3）誤送品の返送、返送を前提とする見本品の輸出、
海外政府機関の警察官により持ち込まれた装備品の再
輸出等の我が国の安全保障上の観点から影響が極めて
小さいと判断される場合の海外移転

2　海外移転の厳格審査の視点
個別案件の輸出許可に当たっては、1に掲げる防衛装備

の海外移転を認め得る案件に該当するものについて、
・仕向先及び最終需要者の適切性
・当該防衛装備の海外移転が我が国の安全保障上及ぼす

懸念の程度
の2つの視点を複合的に考慮して、移転の可否を厳格に

審査するものとする。
具体的には、仕向先の適切性については、仕向国・地域

が国際的な平和及び安全並びに我が国の安全保障にどのよ
うな影響を与えているか等を踏まえて検討し、最終需要者
の適切性については、最終需要者による防衛装備の使用状
況及び適正管理の確実性等を考慮して検討する。

また、安全保障上の懸念の程度については、移転される
防衛装備の性質、技術的機微性、用途（目的）、数量、形
態（完成品又は部品か、貨物又は技術かを含む。）並びに
目的外使用及び第三国移転の可能性等を考慮して検討す
る。

なお、最終的な移転を認めるか否かについては、国際輸
出管理レジームのガイドラインも踏まえ、移転時点におい
て利用可能な情報に基づいて、上述の要素を含む視点から
総合的に判断することとする。
3　適正管理の確保

防衛装備の海外移転に当たっては、海外移転後の適正な
管理を確保するため、原則として目的外使用及び第三国移
転について我が国の事前同意を相手国政府に義務付けるこ
ととする。ただし、次に掲げる場合には、仕向先の管理体
制の確認をもって適正な管理を確保することも可能とす
る。
（1）平和貢献・国際協力の積極的推進のため適切と判

断される場合として、次のいずれかに該当する場合
ア　緊急性・人道性が高い場合
イ　移転先が国際連合若しくはその関連機関又は国連

決議に基づいて活動を行う機関である場合
ウ　国際入札の参加に必要となる技術情報又は試験品

の提供を行う場合
エ　金額が少額かつ数が少量で、安全保障上の懸念が

小さいと考えられる場合
（2）部品等を融通し合う国際的なシステムに参加する

場合
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（3）部品等をライセンス元に納入する場合
（4）我が国から移転する部品及び技術の、相手国への

貢献が相当程度小さいと判断できる場合
（5）自衛隊等の活動又は邦人の安全確保に必要な海外

移転である場合
（6）誤送品の返送、返送を前提とする見本品の輸出、

貨物の仮陸揚げ等の我が国の安全保障上の観点から影
響が極めて小さいと判断される場合

仕向先の管理体制の確認に当たっては、合理的である限
りにおいて、政府又は移転する防衛装備の管理に責任を有
する者等の誓約書等の文書による確認を実施することとす
る。そのほか、移転先の防衛装備の管理の実態、管理する
組織の信頼性、移転先の国又は地域の輸出管理制度やその
運用実態等についても、 移転時点において利用可能な情報
に基づいて確認するものとする。

なお、海外移転後の防衛装備が適切に管理されていない
ことが判明した場合、当該防衛装備を移転した者等に対す
る外国為替及び外国貿易法（昭和24年法律第228号。以下

「外為法」という。）に基づく罰則の適用を含め、厳正に対
処することとする。
4　審査に当たっての手続
（1）国家安全保障会議での審議

防衛装備の海外移転に関し、次の場合は、国家安全保
障会議で審議するものとする。イ又はウに該当する防衛
装備の海外移転について外為法に基づく経済産業大臣の
許可の可否を判断するに当たっては、当該審議を踏まえ
るものとする。

ア　基本的な方針について検討するとき。
イ　移転を認める条件の適用について特に慎重な検討

を要するとき。
ウ　仕向先等の適切性、安全保障上の懸念の程度等に

ついて特に慎重な検討を要するとき。
エ　防衛装備の海外移転の状況について報告を行うと

き。
（2）国家安全保障会議幹事会での審議

防衛装備の海外移転に関し、次の場合には、国家安全
保障会議幹事会で審議するものとする。イに該当する防
衛装備の海外移転について外為法に基づく経済産業大臣
の許可の可否を判断するに当たっては、当該審議を踏ま
えるものとする。

ア　基本的な方針について検討するとき。
イ　同様の類型について、過去に政府として海外移転

を認め得るとの判断を行った実績がないとき。
ウ　防衛装備の海外移転の状況について報告を行うと

き。
（3）関係省庁間での連携

防衛装備の海外移転の可否の判断においては、総合的
な判断が必要であることを踏まえ、防衛装備の海外移転
案件に係る調整、適正管理の在り方において、関係省庁
が緊密に連携して対応することとし、各関係省庁の連絡

窓口は、次のとおりとする。ただし、個別案件ごとの連
絡窓口は必要に応じて別の部局とすることができるもの
とする。

ア　内閣官房国家安全保障局
イ　外務省総合外交政策局安全保障政策課
ウ　経済産業省貿易経済協力局貿易管理部安全保障貿

易管理課
エ　防衛省防衛装備庁装備政策部国際装備課

5　定期的な報告及び情報の公開
（1）定期的な報告

経済産業大臣は、防衛装備の海外移転の許可の状況に
つき、年次報告書を作成し、国家安全保障会議において
報告の上、公表するものとする。

（2）情報の公開
4（1）の規定により国家安全保障会議で審議された案

件については、行政機関の保有する情報の公開に関する
法律（平成11年法律第42号）を踏まえ、政府として情
報の公開を図ることとする。情報の公開に当たっては、
従来個別に例外化措置を講じてきた場合に比べて透明性
に欠けることのないよう留意する。
6　その他
（1）定義

「国際共同開発・生産」とは、我が国の政府又は企業
が参加する国際共同開発（国際共同研究を含む。以下同
じ。）又は国際共同生産であって、以下のものを含む。

ア　我が国政府と外国政府との間で行う国際共同開発
イ　外国政府による防衛装備の開発への我が国企業の

参画
ウ　外国からのライセンス生産であって、我が国企業

が外国企業と共同して行うもの
エ　我が国の技術及び外国からの技術を用いて我が国

企業が外国企業と共同して行う開発又は生産
オ　部品等を融通し合う国際的なシステムへの参加
カ　国際共同開発又は国際共同生産の実現可能性の調

査のための技術情報又は試験品の提供
（2）これまでの武器輸出三原則等との整理

三原則は、これまでの武器輸出三原則等を整理しつつ
新しく定められた原則であることから、今後の防衛装備
の海外移転に当たっては三原則を踏まえて外為法に基づ
く審査を行うものとする。三原則の決定前に、武器輸出
三原則等の下で講じられてきた例外化措置については、
引き続き三原則の下で海外移転を認め得るものと整理し
て審査を行うこととする。

（3）施行期日
この運用指針は、平成26年4月1日から施行する。

（4）改正
三原則は外為法の運用基準であることを踏まえ、この

運用指針の改正は、経済産業省が内閣官房、外務省及び
防衛省と協議して案を作成し、国家安全保障会議で決定
することにより行う。
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定数と現員数は各年度末の数値

	資料65	 自衛官の定員及び現員並びに自衛官の定数と現員数の推移（過去10年間）
� （2023.3.31現在）

区分 陸上自衛隊 海上自衛隊 航空自衛隊 統合幕僚監部等 合計
定　　　　員 150,500 45,293 46,994 4,367 247,154
現　　　　員 137,024 43,106 43,694 4,019 227,843
充　足　率（％） 91.0 95.2 93.0 92.0 92.2

区分
非任期制自衛官 任期制自衛官

幹部 准尉 曹 士
定　　　　員 46,487 4,924 141,371 54,372
現　　　　員 43,166 （2,712） 4,677 （117） 138,900 （9,866） 24,519 （3,723） 16,581 （3,448）
充　足　率（％） 92.9 95.0 98,3 75.6

（注）1　現員の（　）は女子で内数
2　定員は予算定員
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	資料66	 自衛官などの応募及び採用状況

区 分 応　募　者　数 採　用　者　数 応募者数÷採用者数

一般幹部候補生

陸 1,938（ 327 ） 194（ 25 ） 10.0（ 13.1 ）
海 1,050（ 181 ） 119（ 20 ） 8.8（ 9.1 ）
空 1,308（ 324 ） 101（ 27 ） 13.0（ 12.0 ）
計 4,296（ 832 ） 414（ 72 ） 10.4（ 11.6 ）

曹
技術海曹 海 34（ 8 ） 12（ 2 ） 2.8（ 4.0 ）
技術空曹 空 4（ 0 ） 1（ 0 ） 4.0（ ― ）

航 空 学 生
海 651（ 83 ） 70（ 6 ） 9.3（ 13.8 ）
空 1,216（ 158 ） 75（ 2 ） 16.2（ 79.0 ）
計 1,867（ 241 ） 145（ 8 ） 12.9（ 30.1 ）

一般曹候補生

陸 14,058（ 2,762 ） 3,448（ 514 ） 4.1（ 5.4 ）
海 4,583（ 926 ） 1,351（ 277 ） 3.4（ 3.3 ）
空 6,200（ 1,747 ） 1,333（ 420 ） 4.7（ 4.2 ）
計 24,841（ 5,435 ） 6,132（ 1,211 ） 4.1（ 4.5 ）

自衛官候補生

陸 14,252（ 2,772 ） 2,269（ 437 ） 6.3（ 6.3 ）
海 4,134（ 852 ） 588（ 127 ） 7.0（ 6.7 ）
空 5,448（ 1,652 ） 1,131（ 297 ） 4.8（ 5.6 ）
計 23,834（ 5,276 ） 3,988（ 861 ） 6.0（ 6.1 ）

防衛大学校学生

推薦
人社 141（ 46 ） 44（ 16 ） 3.2（ 2.9 ）
理工 278（ 48 ） 137（ 24 ） 2.0（ 2.0 ）
計 419（ 94 ） 181（ 40 ） 2.3（ 2.4 ）

総合選抜
人社 75（ 15 ） 17（ 5 ） 4.4（ 3.0 ）
理工 123（ 16 ） 44（ 7 ） 2.8（ 2.3 ）
計 198（ 31 ） 61（ 12 ） 3.2（ 2.6 ）

一般
人社 4,192（ 1,780 ） 48（ 13 ） 87.3（ 136.9 ）
理工 5,829（ 1,293 ） 232（ 38 ） 25.1（ 34.0 ）
計 10,021（ 3,073 ） 280（ 51 ） 35.8（ 60.3 ）

防衛医科大学校医学科学生 6,006（ 2,057 ） 80（ 13 ） 75.1（ 158.2 ）
防衛医科大学校看護学科学生
（自衛官候補看護学生） 1,484（ 1,121 ） 73（ 70 ） 20.3（ 16.0 ）

高等工科学校生
徒

推薦 392 115 3.4
一般 1,551 238 6.5
合計 1,943 353 5.5

（注）1　（　）は女子で内数
2　数値は2022年度における自衛官などの募集にかかるものである。
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	資料67	 防衛省の職員等の内訳
	 （2023.3.31現在）

特　別　職 一　般　職

防衛大臣
防衛副大臣
防衛大臣政務官（2人）
防衛大臣補佐官
防衛大臣政策参与（3人以内）

定　員　内 定　員　外 定　員　内 定　員　外
防衛大臣秘書官

事務官等　26人 非常勤職員

自衛隊の隊員
防衛事務次官 自衛官候補生
防衛審議官 予備自衛官� 47,900人
書記官等� 824人 即応予備自衛官� 7,981人
事務官等� 20,118人 予備自衛官補� 4,621人
自衛官� 247,154人 防衛大学校学生

防衛医科大学校学生
陸上自衛隊高等工科学校生徒
非常勤職員

※　定員数は法令上の定員（自衛官は法令上の定数）
※　防衛省の職員等の「等」は、防衛大臣、防衛副大臣、防衛大臣政務官、防衛大臣補佐官及び防衛大臣秘書官を指す。

	資料68	 再就職等支援のための主な施策

区　分 再就職等支援施策 内　容

退職予定自衛官に
対する施策

職業適性検査 退職予定の自衛官に対し、適性に応じた進路指導などを行うための検査
就職補導教育 任期満了退職予定の自衛官に対し、職業選択の知識及び再就職にあたっての心構えを付与

業務管理教育 若年定年退職予定の自衛官に対し、社会への適応性を啓発するとともに、再就職及び退職後の生
活の安定を図るために必要な知識を付与

職
業
訓
練

技能訓練

退職予定の自衛官に対し、退職後、社会において有用な資格などを取得できる能力を付与（大型
自動車、フォークリフト、電気工事士、危険物取扱者、ボイラー技士、車両系建設機械、普通自
動車、クレーン運転士、介護職員初任者研修、大型特殊自動車、登録販売者、ファイナンシャル
プランナー、調剤薬局事務、電気工事施工管理技士、消防設備点検資格者、ガス溶接作業主任者
など）

防災・危機管理教育 若年定年退職予定の幹部自衛官に対し、防災行政の仕組み及び国民保護計画などの専門知識を付
与（本教育の受講は、内閣府が行う地域防災マネージャー証明の要件）

通信教育
退職予定の自衛官に対し、退職後、社会において有用な資格などを取得できる能力を付与（危険
物取扱者、電気工事士、ファイナンシャルプランナー、宅地建物取引士、マンション管理士、衛
生管理者、ボイラー技士、行政書士、消防設備士、進学希望者に対する大学進学支援など）

インターンシップ 再就職先のミスマッチなどによる早期離職を防止するとともに、再就職先の拡充を図る観点から、
退職予定自衛官に対するインターンシップを実施

進路相談等部外委託 退職予定の自衛官に対し、個々のニーズに沿った進路相談などを部外の専門家に委託
部内援護担当者に
対する施策 援護担当者教育 援護担当者の質的向上を図るための労働行政、援護活動などの教育

部外に対する施策

企業主などに対する�
援護広報 企業主などに対する退職予定自衛官の有用性などの広報

企業主などに対する�
部隊見学など招へい 企業主などを部隊などに招へいし、部隊などの見学、再就職等支援状況の説明などを実施
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	資料69	 退職自衛官の地方公共団体防災関係部局における在職状況
	 2023.3.31現在：640名

都道府県 在職状況

北海道

北海道庁5名、札幌市役所2名、函館市役所2名、小樽市役所、旭川市役所、室蘭市役所、釧路市役所、帯広市役所2名、岩見沢市役所、苫小牧市役所、稚内市役
所、美唄市役所、芦別市役所2名、赤平市役所、紋別市役所、士別市役所、名寄市役所2名、千歳市役所3名、滝川市役所、砂川市役所、富良野市役所、登別市役
所、恵庭市役所2名、伊達市役所、北広島市役所2名、北斗市役所、松前町役場、知内町役場、七飯町役場、鹿部町役場、森町役場、上ノ国町役場、島牧村役場、
黒松内町役場、蘭越町役場、ニセコ町役場、倶知安町役場、余市町役所、長沼町役場、月形町役場、当麻町役場、上富良野町役場、中富良野町役場2名、南富良
野町役場、下川町役場、天塩町役場、浜頓別町役場、豊富町役場、礼文町役場、利尻町役場、美幌町役場2名、遠軽町役場2名、壮瞥町役場、厚真町役場、安平
町役場、新ひだか町役場、音更町役場3名、上士幌町役場、芽室町役場、幕別町役場、足寄町役場、釧路町役場2名、標茶町役場、弟子屈町役場、別海町役場

青森県 青森県庁2名、青森市役所4名、弘前市役所、八戸市役所3名、十和田市役所、三沢市役所、つがる市役所、鰺ヶ沢町役場、深浦町役場
岩手県 岩手県庁2名、盛岡市役所、宮古市役所、花巻市役所、釜石市役所、八幡平市役所、滝沢市役所、雫石町役場、矢巾町役場、大槌町役場、山田町役場、野田村役場

宮城県 宮城県庁、仙台市役所2名、石巻市役所、名取市役所、角田市役所、多賀城市役所、登米市役所、栗原市役所、東松島市役所、富谷市役所、柴田町役場、丸森町
役場、亘理町役場、山元町役場、利府町役場、大和町役場、大衡村役場、南三陸町役場

秋田県 秋田県庁3名、秋田市役所、大館市役所、湯沢市役所、潟上市役所、大仙市役所、羽後町役場
山形県 山形県庁、山形市役所、米沢市役所、酒田市役所、上山市役所、村山市役所、天童市役所、東根市役所
福島県 福島県庁2名、福島市役所2名、郡山市役所、いわき市役所、伊達市役所
茨城県 茨城県庁、古河市役所、龍ケ崎市役所、下妻市役所、高萩市役所、かすみがうら市役所、境町役場2名
栃木県 栃木県庁、宇都宮市役所、佐野市役所、小山市役所
群馬県 群馬県庁2名、吉岡町役場、中之条町役場

埼玉県 埼玉県庁、さいたま市役所2名、川越市役所、行田市役所、深谷市役所2名、朝霞市役所、和光市役所、桶川市役所、久喜市役所、富士見市役所、吉川市役所、
川島町役場

千葉県
千葉県庁、千葉市役所、市川市役所2名、船橋市役所、館山市役所、木更津市役所、松戸市役所、茂原市役所、成田市役所、佐倉市役所、習志野市役所、柏市役
所、市原市役所、流山市役所、八千代市役所、君津市役所、富津市役所、浦安市役所、四街道市役所、八街市役所、印西市役所、富里市役所、香取市役所、山武
市役所、いすみ市役所、大網白里市役所、酒々井町役場、鋸南町役場

東京都 東京都庁8名、墨田区役所、江東区役所、品川区役所3名、目黒区役所、大田区役所2名、渋谷区役所2名、北区役所、荒川区役所、板橋区役所、足立区役所、
葛飾区役所、日野市役所、狛江市役所、瑞穂町役場

神奈川県
神奈川県庁4名、横浜市役所9名、川崎市役所、相模原市役所、横須賀市役所2名、平塚市役所、鎌倉市役所、藤沢市役所4名、小田原市役所、茅ヶ崎市役所、
逗子市役所、三浦市役所、伊勢原市役所、海老名市役所4名、座間市役所、南足柄市役所、綾瀬市役場、大磯町役場、中井町役場、大井町役場、松田町役場、山
北町役場、開成町役場、箱根町役場2名、湯河原町役場、愛川町役場

新潟県 新潟県庁、新潟市役所、加茂市役所、燕市役所、上越市役所、胎内市役所、聖籠町役場、関川村役場
富山県 富山県庁、富山市役所、砺波市役所
石川県 石川県庁、金沢市役所、輪島市役所、宝達志水町役場
福井県 福井県庁4名、勝山市役所、あわら市役所
山梨県 山梨県庁、富士吉田市役所、南アルプス市役所、身延町役場、山中湖村役場、富士河口湖町役場
長野県 長野県庁2名、長野市役所、松本市役所、茅野市役所、塩尻市役所、安曇野市役所
岐阜県 岐阜県庁2名、岐阜市役所、瑞浪市役所、各務原市役所、飛騨市役所、海津市役所
静岡県 静岡県庁6名、静岡市役所、浜松市役所、島田市役所2名、御殿場市役所3名、下田市役所、裾野市役所、牧之原市役所、小山町役場

愛知県
愛知県庁、名古屋市役所、豊橋市役所2名、半田市役所、春日井市役所、碧南市役所、刈谷市役所、豊田市役所、西尾市役所、蒲郡市役所、常滑市役所、小牧市
役所、稲沢市役所、東海市役所、大府市役所、知多市役所、高浜市役所、豊明市役所、日進市役所、田原市役所、清須市役所、北名古屋市役所3名、弥富市役所、
みよし市役所、あま市役所、長久手市役所、豊山町役場、大口町役場、大治町役場、蟹江町役場、飛島村役場、美浜町役場、武豊町役場、幸田町役場

三重県 三重県庁、津市役所、四日市市役所、伊勢市役所、桑名市役所、名張市役所、亀山市役所、鳥羽市役所、志摩市役所
滋賀県 滋賀県庁、湖南市役所、高島市役所
京都府 京都府庁2名、京都市役所、舞鶴市役所、城陽市役所、八幡市役所2名、京田辺市役所、木津川市役所2名、精華町役場2名

大阪府 大阪府庁、大阪市役所2名、堺市役所、岸和田市役所、池田市役所、泉大津市役所、貝塚市役所、茨木市役所、泉佐野市役所、富田林市役所、河内長野市役所、
大東市役所、高石市役所、四條畷市役所、大阪狭山市役所、千早赤阪村役場

兵庫県 兵庫県庁、神戸市役所2名、姫路市役所、明石市役所、豊岡市役所、西脇市役所、川西市役所、小野市役所、宍粟市役所、加東市役所、猪名川町役場
奈良県 奈良県庁2名、奈良市役所2名、大和高田市役所、橿原市役所、五條市役所2名、生駒市役所、田原本町役場2名
和歌山県 和歌山県庁、白浜町役場、那智勝浦町役場
鳥取県 鳥取県庁5名、鳥取市役所、米子市役所、南部町役場
島根県 島根県庁、松江市役所、浜田市役所、出雲市役所、雲南市役所、奥出雲町役場
岡山県 岡山県庁、倉敷市役所、浅口市役所、鏡野町役場
広島県 広島県庁3名、広島市役所、呉市役所、三原市役所、府中市役所、三次市役所、大竹市役所、廿日市市役所、海田町役場、熊野町役場、坂町役場
山口県 山口県庁、下関市役所、山口市役所、萩市役所、防府市役所2名、岩国市役所、光市役所、長門市役所、和木町役場
徳島県 徳島県庁6名、徳島市役所、阿南市役所、吉野川市役所2名、阿波市役所、美馬市役所、勝浦町役場
香川県 香川県庁、丸亀市役所、坂出市役所、善通寺市役所、観音寺市役所、さぬき市役所、三豊市役所、綾川町役場、まんのう町役場
愛媛県 愛媛県庁、松山市役所、今治市役所、宇和島市役所、新居浜市役所、西条市役所、西予市役所、愛南町役場
高知県 高知県庁、高知市役所、須崎市役所、香南市役所

福岡県 福岡県庁、北九州市役所、福岡市役所2名、久留米市役所2名、飯塚市役所2名、筑後市役所、行橋市役所、小郡市役所、春日市役所、大野城市役所2名、宗像
市役所、太宰府市役所、朝倉市役所、みやま市役所、那珂川市役所2名、篠栗町役場、久山町役場、粕屋町役場、芦屋町役場、岡垣町役場、大刀洗町役場

佐賀県 佐賀県庁4名、唐津市役所、武雄市役所、嬉野市役所、吉野ヶ里町役場、上峰町役場、玄海町役場
長崎県 長崎県庁5名、長崎市役所2名、佐世保市役所2名、島原市役所、大村市役所、壱岐市役所、西海市役所、雲仙市役所

熊本県 熊本県庁5名、熊本市役所、八代市役所、荒尾市役所、水俣市役所、菊池市役所、合志市役所、大津町役場、菊陽町役場、山都町役場、芦北町役場、球磨村役場、
あさぎり町役場

大分県 大分県庁2名、大分市役所、別府市役所2名、日田市役所、杵築市役所2名、由布市役所、日出町役場

宮崎県 宮崎県庁3名、宮崎市役所、都城市役所4名、延岡市役所2名、日南市役所、小林市役所2名、日向市役所、串間市役所、西都市役所、えびの市役所、高原町役
場、高鍋町役場、新富町役場、都農町役場、門川町役場

鹿児島県 鹿児島県庁5名、鹿児島市役所、鹿屋市役所、出水市役所、垂水市役所、薩摩川内市役所2名、霧島市役所2名、姶良市役所、さつま町役場、湧水町役場、錦江
町役場

沖縄県 豊見城市役所、多良間村役場

※2023.3.31現在で防衛省が把握しているもの（非常勤職員を含む。）
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	資料70	 演習場一覧

区分 名称 所在地
土地面積

備考
行政財産 他省庁財産 民公有財産 合計

大演習場

矢臼別 北海道 168,134 － 15 168,149
北海道 北海道 95,805 143 9 95,957 7地区より成る。
王城寺原 宮城 42,487 11 4,059 46,557
北富士 山梨 19,659 6 26,930 46,595
東富士 静岡 29,338 5,139 53,831 88,308
日出生台 大分 49,870 － － 49,870
合計 6件 405,293 5,299 84,844 495,436

中演習場

鬼志別 北海道 14,925 － － 14,925
上富良野 北海道 42,851 － 14 42,865
然別 北海道 33,288 － 4 33,292
岩手山 岩手 22,891 － 0 22,891
白河布引山 福島 18,108 1 1,716 19,825
相馬原 群馬 6,312 － 2,725 9,036
関山 新潟 15,856 － 2,994 18,850
あいば野 滋賀 22,555 － 2,234 24,789
青野ヶ原 兵庫 6,085 － － 6,085
日本原 岡山 14,654 － 4,982 19,635
大野原 長崎、佐賀 5,992 － 83 6,075
大矢野原 熊本 16,328 12 － 16,340
十文字原 大分 6,328 － 79 6,407
霧島 宮崎、鹿児島 11,093 5 － 11,098
合計 14件 237,266 18 14,831 252,113

小演習場 50件 62,176 106 3,393 65,675
合計 70件 704,735 5,423 103,068 813,224

単位：千平方メートル
※単位未満を四捨五入
※「0」は単位未満を、「－」は該当数量のないことを示す。
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	資料71	 市民生活の中での活動

項　　目 活動の細部と実績

不発弾などの処理
（自衛隊法附則）

○�陸自が、地方公共団体などの要請を受けて実施
○�令和4（2022）年度の処理実績：件数1,372件（平均すれば週約26件）、量にして約41.9トン。特に、沖縄県での処
理実績は、処理件数では467件（全国の処理件数の約34％）、処理量では約13.1トン（全国の処理量の約31％）（な
お、発見された不発弾などが化学弾である場合には、自衛隊には基本的には処理する能力はない。化学弾の識別、信管
の有無の確認などについて可能な範囲で協力）

機雷等の除去
（自衛隊法84条の2）

○�海自が、第二次世界大戦中に敷設された機雷のため設定された危険海域の掃海並びに地方公共団体などの通報を受けて
爆発性の危険物の除去及び処理を実施

○危険海域にあった機雷の掃海はおおむね終了
○�令和4（2022）年度の処理実績：3,779個、約2.7トン（なお、発見された爆発性の危険物などが化学弾である場合に
は、自衛隊には基本的には処理する能力はない。化学弾の識別、信管の有無の確認などについて可能な範囲で協力）

医療面での活動
（自衛隊法27条、防
衛省設置法4条10
号など）

○�防衛医科大学校病院（埼玉県所沢市）および一部の自衛隊病院（全国11か所のうち、自衛隊中央病院（東京都世田谷
区）など8か所）では一般市民の診療を実施

○�防衛医科大学校病院は、特定機能病院（高度の医療の提供等）および第3次救急医療機関（重篤な救急患者の受け入れ）
として運営

○�自衛隊の主要部隊が保有する衛生部隊は、地方公共団体などからの要請があれば、災害発生時の巡回診療、防疫などを
実施

○�陸自開発実験団部隊医学実験隊（東京都世田谷区）、海自潜水医学実験隊（神奈川県横須賀市）、空自航空医学実験隊
（東京都立川市および埼玉県狭山市）が、それぞれ野外衛生、潜水医学、航空医学などの研究を実施
○防衛医科大学校防衛医学研究センター（埼玉県所沢市）では、災害・救急医療に関する研究などを実施

運動競技会に対する
協力（自衛隊法100
条の3など）

○�関係機関から依頼を受け、国内でのオリンピック競技大会、アジア競技大会及び国民体育大会の運営について、式典、
通信、輸送、音楽演奏、医療・救急などの面で協力

○マラソン大会、駅伝大会などに際し、輸送・通信支援などを実施

地元との交流 ○�全国の駐屯地や基地の多くは、地元からの要請により、グラウンド、体育館、プールなどの施設を開放するなど様々な
形で地域社会との交流を実施
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	資料72	 在日米軍施設・区域（共同使用施設を含む。）別一覧
	 2023年1月1日現在

施設・�
区域名 用途 所在地 面積

（千m2）
2-1（a）
面積

2-4（b）
面積2-4（a）

面積

キャンプ千歳 通信 北海道千歳
市 4,274 4,274 4,263 0

東千歳駐屯地 演習場 北海道千歳
市 81 0 0 81

北海道・�
千歳演習場 演習場 北海道恵庭

市
北海道千歳
市

北海道札幌
市

北海道北広
島市 92,288 0 0 92,288

千歳飛行場 飛行場 北海道千歳
市

北海道苫小
牧市

北海道幌泉
郡えりも町 2,584 0 0 2,584

別海矢臼別�
大演習場 演習場 北海道野付

郡別海町
北海道厚岸
郡厚岸町

北海道厚岸
郡浜中町 168,178 0 0 168,178

釧路駐屯地 兵舎 北海道釧路
郡釧路町 26 0 0 26

鹿追駐屯地 演習場 北海道河東
郡鹿追町 59 0 0 59

上富良野中演習場 演習場
北海道空知
郡上富良野
町

北海道空知
郡中富良野
町

北海道富良
野市 34,688 0 0 34,688

札幌駐屯地 演習場 北海道札幌
市 8 0 0 8

鹿追然別中演習場 演習場 北海道河東
郡鹿追町 32,832 0 0 32,832

帯広駐屯地 演習場 北海道帯広
市 757 0 0 757

旭川近文台演習場 演習場 北海道旭川
市 1,416 0 0 1,416

丘珠駐屯地 その他 北海道札幌
市 2 0 0 2

名寄演習場 演習場 北海道名寄
市 1,734 0 0 1,734

滝川演習場 演習場 北海道滝川
市

北海道樺戸
郡新十津川
町

1,367 0 0 1,367

美幌訓練場 演習場 北海道網走
郡美幌町 2,269 0 0 2,269

倶知安高嶺演習場 演習場 北海道虻田
郡倶知安町 928 0 0 928

遠軽演習場 演習場 北海道紋別
郡遠軽町 1,082 0 0 1,082

三沢飛行場 飛行場 青森県三沢
市

青森県八戸
市

青森県上北
郡東北町

青森県むつ
市 15,968 15,780 5,183 188

八戸貯油施設 倉庫 青森県八戸
市

青森県三沢
市

青森県上北
郡おいらせ
町

173 173 1 0

三沢対地射爆撃場 演習場 青森県三沢
市

青森県上北
郡六ヶ所村 7,656 7,656 7,655 0

仙台駐屯地 演習場 宮城県仙台
市 51 0 0 51

八戸駐屯地 兵舎 青森県八戸
市 53 0 0 53

岩手岩手山中�
演習場 演習場 岩手県滝沢

市
岩手県八幡
平市 23,264 0 0 23,264

大和王城寺原�
大演習場 演習場 宮城県加美

郡色麻町
宮城県黒川
郡大和町

宮城県黒川
郡大衡村 45,377 0 0 45,377

霞の目飛行場 飛行場 宮城県仙台
市

宮城県岩沼
市 260 0 0 260

青森小谷演習場 演習場 青森県青森
市 3,183 0 0 3,183

弘前演習場 演習場
青森県中津
軽郡西目屋
村

青森県弘前
市 4,904 0 0 4,904
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施設・�
区域名 用途 所在地 面積

（千m2）
2-1（a）
面積

2-4（b）
面積2-4（a）

面積

神町大高根演習場 演習場 山形県村山
市

山形県東根
市 1,308 0 0 1,308

車力通信所 通信 青森県つが
る市 135 135 0 0

赤坂プレス・�
センター 事務所 東京都港区 27 27 0 0

横田飛行場 飛行場 東京都福生
市

東京都西多
摩郡瑞穂町

東京都武蔵
村山市

東京都羽村
市

東京都立川
市

東京都昭島
市

埼玉県狭山
市 7,139 7,136 139 3

多摩サービス補助
施設 その他 東京都稲城

市
東京都多摩
市 1,948 1,948 0 0

木更津飛行場 飛行場 千葉県木更
津市 2,095 2,095 2,082 （建物）

キャンプ朝霞 通信 埼玉県和光
市 118 118 0 0

所沢通信施設 通信 埼玉県所沢
市 966 966 0 0

入間飛行場 演習場 埼玉県入間
市

埼玉県狭山
市 4 0 0 4

大和田通信所 通信 埼玉県新座
市

東京都清瀬
市 1,199 1,199 0 0

硫黄島通信所 通信 東京都小笠
原村 6,630 3,810 132 2,820

ニューサンノー�
米軍センター その他 東京都港区 7 7 0 0

高田関山演習場 演習場 新潟県妙高
市

新潟県上越
市 14,080 0 0 14,080

百里飛行場 飛行場 茨城県小美
玉市 1,089 0 0 1,089

相馬原演習場 演習場 群馬県高崎
市

群馬県北群
馬郡榛東村 5,796 0 0 5,796

朝霞駐屯地 演習場 埼玉県朝霞
市

埼玉県和光
市

埼玉県新座
市 17 0 0 17

羽田郵便管理�
事務所 事務所 東京都大田

区 （建物） 0 0 （建物）

根岸住宅地区 住宅 神奈川県横
浜市 429 429 0 0

横浜ノース・�
ドック 港湾 神奈川県横

浜市 523 523 （建物） 0

キャンプ座間 事務所 神奈川県相
模原市

神奈川県座
間市 2,292 2,292 170 0

厚木海軍飛行場 飛行場 神奈川県綾
瀬市

神奈川県大
和市 5,056 2,497 1,076 2,559

相模総合補給廠 工場 神奈川県相
模原市 1,967 1,967 0 0

池子住宅地区及び
海軍補助施設 住宅 神奈川県逗

子市
神奈川県横
浜市 2,884 2,884 0 0

吾妻倉庫地区 倉庫 神奈川県横
須賀市 802 802 254 0

横須賀海軍施設 港湾 神奈川県横
須賀市 2,363 2,363 49 （建物）

相模原住宅地区 住宅 神奈川県相
模原市 593 593 0 0

長坂小銃射撃場 演習場 神奈川県横
須賀市 97 0 0 97

浦郷倉庫地区 倉庫 神奈川県横
須賀市 194 194 0 0

富士営舎地区 兵舎 静岡県御殿
場市 1,177 1,177 47 0

鶴見貯油施設 倉庫 神奈川県横
浜市 184 184 0 0

沼津海浜訓練場 演習場 静岡県沼津
市 28 28 28 0
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施設・�
区域名 用途 所在地 面積

（千m2）
2-1（a）
面積

2-4（b）
面積2-4（a）

面積

富士演習場 演習場 山梨県富士
吉田市

山梨県南都
留郡山中湖
村

静岡県御殿
場市

静岡県駿東
郡小山町

静岡県裾野
市 133,925 0 0 133,925

滝ヶ原駐屯地 演習場 静岡県御殿
場市 8 0 0 8

岐阜飛行場 その他 岐阜県各務
原市 1,626 0 0 1,626

小松飛行場 飛行場 石川県小松
市

石川県輪島
市

京都府京丹
後市 1,606 0 0 1,606

今津饗庭野中�
演習場 演習場 滋賀県高島

市 24,085 0 0 24,085

伊丹駐屯地 演習場 兵庫県川西
市

兵庫県伊丹
市 20 0 0 20

経ヶ岬通信所 通信 京都府京丹
後市 36 36 0 0

福知山射撃場 演習場 京都府福知
山市 55 0 0 55

秋月弾薬庫 倉庫 広島県江田
島市 559 559 0 0

川上弾薬庫 倉庫 広島県東広
島市 2,604 2,604 0 0

広弾薬庫 倉庫 広島県呉市 359 359 0 0

岩国飛行場 飛行場 山口県岩国
市

広島県大竹
市 8,648 8,648 5,615 0

祖生通信所 通信 山口県岩国
市 24 24 0 0

呉第六突堤 港湾 広島県呉市 12 12 0 0
第一術科学校訓練
施設 演習場 広島県江田

島市 （建物） 0 0 （建物）

原村演習場 演習場 広島県東広
島市 1,687 0 0 1,687

日本原中演習場 演習場 岡山県勝田
郡奈義町

岡山県津山
市 18,844 0 0 18,844

美保飛行場 飛行場 鳥取県境港
市

鳥取県米子
市 778 0 0 778

灰ヶ峰通信施設 通信 広島県呉市 1 1 0 0

板付飛行場 飛行場 福岡県福岡
市 515 23 0 491

佐世保海軍施設 港湾 長崎県佐世
保市 496 488 12 9

佐世保ドライ・
ドック地区 港湾 長崎県佐世

保市 83 41 28 41

赤崎貯油所 倉庫 長崎県佐世
保市 754 754 0 0

佐世保弾薬補給所 倉庫 長崎県佐世
保市 582 582 0 0

庵崎貯油所 倉庫 長崎県佐世
保市 227 227 45 0

横瀬貯油所 倉庫 長崎県西海
市 679 679 0 0

針尾島弾薬集積所 倉庫 長崎県佐世
保市 1,297 1,297 48 0

立神港区 港湾 長崎県佐世
保市 135 135 28 0

新田原飛行場 飛行場 宮崎県児湯
郡新富町 1,833 0 0 1,833

崎辺小銃射撃場 演習場 長崎県佐世
保市 （建物） 0 0 （建物）

針尾住宅地区 住宅 長崎県佐世
保市 354 354 0 0

日出生台・�
十文字原演習場 演習場 大分県玖珠

郡玖珠町
大分県玖珠
郡九重町

大分県由布
市

大分県別府
市

大分県速見
郡日出町

大分県杵築
市

大分県大分
市 56,317 0 0 56,317
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施設・�
区域名 用途 所在地 面積

（千m2）
2-1（a）
面積

2-4（b）
面積2-4（a）

面積

築城飛行場 飛行場 福岡県行橋
市

福岡県築上
郡築上町

福岡県春日
市 906 0 0 906

大村飛行場 その他 長崎県大村
市 （建物） 0 0 （建物）

大矢野原・�
霧島演習場 演習場 熊本県上益

城郡山都町
宮崎県えび
の市

鹿児島県姶
良郡湧水町 26,965 0 0 26,965

北熊本駐屯地 演習場 熊本県熊本
市 21 0 0 21

健軍駐屯地 演習場 熊本県熊本
市 39 0 0 39

鹿屋飛行場 飛行場 鹿児島県鹿
屋市 490 0 0 490

北部訓練場 演習場 沖縄県国頭
郡国頭村

沖縄県国頭
郡東村 36,590 35,331 0 1,259

奥間レスト・�
センター その他 沖縄県国頭

郡国頭村 546 546 0 0

伊江島補助飛行場 演習場 沖縄県国頭
郡伊江村 8,015 8,015 0 0

八重岳通信所 通信 沖縄県名護
市

沖縄県国頭
郡本部町 37 37 1 0

キャンプ・�
シュワブ 演習場 沖縄県名護

市
沖縄県国頭
郡宜野座村 20,626 20,626 7,077 0

辺野古弾薬庫 倉庫 沖縄県名護
市 1,214 1,214 0 0

キャンプ・�
ハンセン 演習場 沖縄県国頭

郡金武町
沖縄県国頭
郡宜野座村

沖縄県国頭
郡恩納村

沖縄県名護
市 48,728 48,114 39,385 615

金武レッド・�
ビーチ訓練場 演習場 沖縄県国頭

郡金武町 14 14 0 0

金武ブルー・�
ビーチ訓練場 演習場 沖縄県国頭

郡金武町 381 381 0 0

嘉手納弾薬庫地区 倉庫 沖縄県中頭
郡読谷村

沖縄県沖縄
市

沖縄県中頭
郡嘉手納町

沖縄県国頭
郡恩納村

沖縄県うる
ま市 26,276 26,276 121 0

天願桟橋 港湾 沖縄県うる
ま市 31 31 0 0

キャンプ・�
コートニー 兵舎 沖縄県うる

ま市 1,339 1,339 0 0

キャンプ・�
マクトリアス 兵舎 沖縄県うる

ま市 379 379 0 0

キャンプ・�
シールズ 兵舎 沖縄県沖縄

市 700 700 0 0

トリイ通信施設 通信 沖縄県中頭
郡読谷村 1,895 1,895 0 0

嘉手納飛行場 飛行場 沖縄県中頭
郡嘉手納町

沖縄県沖縄
市

沖縄県中頭
郡北谷町

沖縄県那覇
市

沖縄県糸満
市 19,856 19,856 23 （建物）

キャンプ桑江 兵舎 沖縄県中頭
郡北谷町 676 676 0 0

キャンプ瑞慶覧 兵舎 沖縄県中頭
郡北谷町

沖縄県中頭
郡北中城村

沖縄県宜野
湾市

沖縄県沖縄
市

沖縄県うる
ま市 5,342 5,342 0 0

泡瀬通信施設 通信 沖縄県沖縄
市 552 552 0 0

ホワイト・ビーチ
地区 港湾 沖縄県うる

ま市 1,568 1,568 221 0

普天間飛行場 飛行場 沖縄県宜野
湾市 4,758 4,758 0 0

牧港補給地区 倉庫 沖縄県浦添
市 2,675 2,675 0 0

那覇港湾施設 港湾 沖縄県那覇
市 559 559 3 0

陸軍貯油施設 倉庫 沖縄県うる
ま市

沖縄県中頭
郡北谷町

沖縄県中頭
郡嘉手納町

沖縄県沖縄
市

沖縄県宜野
湾市 1,277 1,277 14 0

鳥島射爆撃場 演習場 沖縄県島尻
郡久米島町 41 39 0 2
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施設・�
区域名 用途 所在地 面積

（千m2）
2-1（a）
面積

2-4（b）
面積2-4（a）

面積

出砂島射爆撃場 演習場 沖縄県島尻
郡渡名喜村 245 245 245 0

久米島射爆撃場 演習場 沖縄県島尻
郡久米島町 2 2 0 0

津堅島訓練場 演習場 沖縄県うる
ま市 16 16 0 0

黄尾嶼射爆撃場 演習場 沖縄県石垣
市 874 874 0 0

赤尾嶼射爆撃場 演習場 沖縄県石垣
市 41 41 0 0

沖大東島射爆撃場 演習場 沖縄県島尻
郡北大東村 1,147 1,147 1,147 0

浮原島訓練場 演習場 沖縄県うる
ま市 254 0 0 254

那覇飛行場 その他 沖縄県那覇
市 7 0 0 7

全国計 130施設・�
区域 979,841 262,610 75,091 717,232

本土�
（沖縄以外）計

97施設・
区域 793,179 78,084 26,855 715,095

沖縄計 33施設・
区域 186,662 184,525 48,236 2,137

注）・�本表は、日米地位協定第2条第1項（a）に基づき米軍が使用している施設・区域（米側が管理。同協定第2条第4項（a）に基づき、自衛
隊等も使用するものを含む。）及び同協定第2条第4項（b）に基づき米軍が一定の期間を限って使用している施設・区域（日本側が管理）
別の面積等の一覧である。

・�「面積」欄の数値は、日米地位協定第2条第1項（a）に基づき米軍が使用している施設・区域の面積と、同協定第2条第4項（b）に基づき
米軍が一定の期間を限って使用している施設・区域の面積の合計である。

・�「2-4（a）面積」欄の数値は、日米地位協定第2条第4項（a）に基づき、自衛隊が一時的に使用している施設・区域の面積であり、「2-1
（a）面積」欄の数値の内数である。
・�計数は、四捨五入によっているので符合しない場合がある。
・�「0」は、該当する面積がないことを示す。
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	資料73	 防衛施設と周辺地域との調和を図るための主な施策の概要

分
類 施策名 内容 対象施設、事業の例

防
衛
施
設
周
辺
環
境
整
備
法
※1
等

障害防止工事
の助成

自衛隊等の機甲車両その他重車両のひん繁な使用、射撃、爆撃その他火
薬類の使用のひん繁な実施等により生ずる障害を防止または軽減するた
め、地方公共団体等が行う工事に対して助成

○用水路、ため池、道路、河川改修、テレビ放
送の共同受信施設など

騒音防止工事
の助成

自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施等により生ずる音響で
著しいものを防止または軽減するために地方公共団体等が行う工事に対
して助成

○小・中学校・幼稚園などの教育施設、病院・
診療所などの医療施設、保健所、老人デイ
サービスセンター、特別養護老人ホームなど
の社会福祉施設

住宅防音工事
の助成

自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施等により生ずる音響に
起因する障害が著しいと認めて防衛大臣が指定する区域において、その障
害を防止または軽減するために住宅の所有者等が行う工事に対して助成

○住宅

移転補償等
自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施等により生ずる音響に
起因する障害が特に著しいと認めて防衛大臣が指定する区域において、
建物等を当該区域以外の区域への移転又は除却により通常生ずべき損失
の補償等を実施

○建物の移転などの補償
○土地の買入れ
○移転先地の住宅などの用に供する土地にかかる
道路、水道、排水施設その他の公共施設整備

緑地帯の整備
等

自衛隊等の航空機の離陸、着陸等のひん繁な実施により生ずる音響に起
因する障害が新たに発生することを防止し、あわせてその周辺における
生活環境の改善に資する必要があると認めて防衛大臣が指定する区域に
所在する土地に緑地帯の整備等を実施

○植樹、緑地整備など

民生安定施設
の助成

防衛施設の設置又は運用により、その周辺地域の住民の生活又は事業活
動の阻害が認められる場合において、その障害を緩和するため、地方公
共団体が行う施設の整備に対して助成

○道路、無線放送施設、養護老人ホーム、消防、
公園、ごみ処理施設、老人福祉センター、学
習等供用施設など
○農業用施設、漁業用施設など

特定防衛施設�
周辺整備�
調整交付金

防衛施設の設置又は運用がその周辺地域の生活環境や開発に及ぼす影響
の程度等を考慮し、特定防衛施設関連市町村に対し、公共用の施設の整
備又はその生活環境の改善若しくは開発の円滑な実施に寄与する事業に
充てるため交付金を交付

○交通・レクリエーション・社会福祉施設など
の公共用施設の整備
○医療費・コミュニティバスの運営費・学校施
設等耐震診断費など

駐
留
軍
再
編
特
別
措
置
法
※2

等

再編交付金
駐留軍等の再編による住民の生活の安定に及ぼす影響の増加等を考慮
し、駐留軍等の再編の円滑かつ確実な実施に資するため必要と認められ
る場合に、再編関連特定周辺市町村に対し、住民の生活の利便性の向上
や産業の振興に寄与する事業に充てるため交付金を交付

○交通・レクリエーション・社会福祉施設など
の公共用施設の整備
○医療費・コミュニティバスの運営費・学校施
設等耐震診断費など

再編関連訓練�
移転等交付金

訓練移転等が実施される再編関連特定防衛施設の周辺地域において、航
空機騒音等による住民生活の安定に及ぼす影響が再編交付金の交付終了
後も継続することを考慮し、住民の生活の利便性の向上や産業の振興に
寄与する事業に充てるため交付金を交付

再編関連特別�
地域整備事業

駐留軍等の再編の円滑な実施に資するため、駐留軍等の再編による住民
の生活の安定に及ぼす影響の著しい増加に特に配慮することが必要と認
められる防衛施設が所在する県が広域的な観点から行う住民の生活の利
便性の向上や産業の振興に寄与する事業に充てるため交付金を交付

再編推進事業
駐留軍等の再編の実施に向けた措置の推進を図り、駐留軍等の再編を的
確かつ迅速に実施することの重要性に鑑み、再編関連特定周辺市町村が
行う施設の整備に対して助成

○民生安定施設と同様の施設

米空母艦載機部隊
配備特別交付金

米空母艦載機部隊が我が国の安全保障に果たす役割の重要性及び米空母
艦載機部隊の配備が航空機騒音等により住民の生活の安定に及ぼす著し
い影響を考慮し、住民の生活の利便性の向上及び産業の振興に寄与する
事業に充てるため交付金を交付

〇交通・レクリエーション・社会福祉施設など
の公共用施設の整備
〇医療費・コミュニティバスの運営費・学校施
設等耐震診断費など

訓練交付金
自衛隊又は外国の軍隊の訓練が周辺地域における生活環境又はその周辺
地域の開発に及ぼす影響を考慮し、訓練のために使用される施設の所在
市町村が行う公共用の施設の整備又はその他の生活環境の改善若しくは
開発の円滑な実施に寄与する事業に充てるため交付金を交付

○交通・レクリエーション・社会福祉施設など
の公共用施設の整備
○医療費・コミュニティバスの運営費・学校施
設等耐震診断費など

※1　防衛施設周辺環境整備法：防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律（昭和49年法律第101号）
※2　駐留軍再編特別措置法：駐留軍等の再編の円滑な実施に関する特別措置法（平成19年法律第67号）
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	資料74	 南極地域観測協力実績

回次 期間 活動日数 南極圏活動日数 物資輸送量 観測隊員 越冬隊員 総航程（海里）

第43次 2001.11.11～
2002.4.6 151日 91日 約1,100トン 56人 40人 約22,000

第44次 2002.11.11～
2003.4.7 151日 99日 約1,230トン 57人 40人 約22,000

第45次 2003.11.11～
2004.4.8 151日 99日 約1,120トン 56人 40人 約21,000

第46次 2004.11.11～
2005.4.9 151日 99日 約980トン 55人 40人 約21,000

第47次 2005.11.11～
2006.4.10 151日 99日 約1,080トン 53人 37人 約22,000

第48次 2006.11.11～
2007.4.11 151日 99日 約1,110トン 56人 36人 約21,000

第49次 2007.11.11～
2008.4.12 151日 99日 約870トン 49人 35人 約20,000

第51次 2009.11.10～
2010.4.9 151日 99日 約1,130トン 48人 28人 約21,000

第52次 2010.11.11～
2011.4.5 146日 99日 約1,310トン 60人 28人 約20,000

第53次 2011.11.11～
2012.4.9 151日 98日 約820トン 56人 30人 約19,000

第54次 2012.11.11～
2013.4.10 151日 99日 約680トン 55人 31人 約21,000

第55次 2013.11.8～
2014.4.7 151日 99日 約1,160トン 46人 30人 約20,000

第56次 2014.11.11～
2015.4.10 151日 99日 約1,017トン 53人 24人 約18,000

第57次 2015.11.16～
2016.4.14 151日 89日 約1,040トン 52人 30人 約24,000

第58次 2016.11.11～
2017.4.10 151日 99日 約1,060トン 62人 33人 約20,000

第59次 2017.11.12～
2018.4.11 151日 99日 約1,000トン 59人 27人 約20,000

第60次 2018.11.10～
2019.4.9 151日 99日 約1,000トン 57人 31人 約20,000

第61次 2019.11.12～
2020.4.10 151日 99日 約1,000トン 57人 31人 約20,000

第62次 2020.11.6～
2021.2.22 109日 51日 約1,045トン 44人 31人 約16,000

第63次 2021.11.10～
2022.3.28 139日 99日 約1,140トン 69人 31人 約20,000

第64次 2022.11.11～
2023.4.10 151日 99日 約1,120トン 69人 27人 約20,000

※第50次は協力を行っていない。
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	資料75	 部外土木工事の実績

年度
工事別実施件数
計 整地 道路 除雪 その他

1988年以前 7,987 5,152 2,208 307 320
1989 39 33 4 2 0
1990 40 33 5 2 0
1991 29 23 6 0 0
1992 27 23 4 0 0
1993 25 22 2 0 1
1994 20 19 1 0 0
1995 20 15 5 0 0
1996 10 7 3 0 0
1997 11 9 2 0 0
1998 13 11 2 0 0
1999 12 10 1 0 1
2000 10 9 1 0 0
2001 7 6 1 0 0
2002 5 5 0 0 0
2003 3 3 0 0 0
2004 2 2 0 0 0
2005 1 1 0 0 0
2006 0 0 0 0 0
2007 0 0 0 0 0
2008 2 2 0 0 0
2009 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0
2011 1 1 0 0 0
2012 0 0 0 0 0
2013 1 0 1 0 0
2014 2 0 2 0 0
2015 1 1 0 0 0
2016 1 0 1 0 0
2017 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 0 0
2020 1 1 0 0 0
2021 1 0 1 0 0
2022 0 0 0 0 0
合計 8,271 5,388 2,250 311 322
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	資料76	「自衛隊・防衛問題に関する世論調査」抜粋（内閣府大臣官房政府広報室）

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

調査時期：2022年11月17日～ 12月25日
　　　　　詳細については、〈https://survey.gov-online.go.jp/r04/r04-bouei/index.html〉参照

1　自衛隊についての関心

総数
（1,602人）

（該当者数） 無回答

非常に
関心がある

ある程度
関心がある

あまり
関心がない

全く
関心がない

3.2

16.9

1.6

59.119.1

関心がない（小計）20.2関心がある（小計）78.2

（％）

6　平和安全法制が日本の安全保障に役立つことの考え

総数
（1,602人）

（該当者数） どちらともいえない

役立って
いる

どちらかといえば
役立っている

どちらかといえば
役立っていない

役立って
いない

2.5

27.9

3.2

40.623.2

役立っていない（小計）5.7役立っている（小計）63.8

（％）

3　自衛隊の規模の考え

総数
（1,602人）

（該当者数） 無回答増強した方がよい 今の程度でよい

縮小した方がよい

1.9
3.6

53.041.5 （％）

5　自衛隊の海外での活動の今後の取組の考え

総数
（1,602人）

（該当者数） 無回答

これまで以上に
積極的に
取り組むべき
である

現状の
取り組みを
維持すべき
である

これまでの
取り組みから
縮小すべき
である

取り組む
べきでない

3.0
1.4

7.5

68.120.0 （％）

7　先進的な科学技術の防衛用途への活用の賛否

総数
（1,602人）

（該当者数） 無回答

賛成 どちらかといえば
賛成

どちらかといえば
反対

反対

4.4
10.7

1.3

41.941.7

反対（小計）15.1賛成（小計）83.6

（％）

4　自衛隊に期待する役割（複数回答）
（％）

総数（n＝1,602人，M.T.＝425.5％）

災害の時の救援活動や緊急の患者
輸送などの災害派遣

周辺海空域における安全確保、島々
に対する攻撃への対応など国の安全
の確保

住民の避難など、日本が武力攻撃を
受けた時の国民の保護

弾 道ミサイル 攻 撃 へ の 対 応

各国防衛当局との会談・協議、共同
訓練、防衛装備協力、能力構築支援
など防衛協力・交流の推進

国連平和維持活動、国際緊急援助活
動、ソマリア沖・アデン湾における
海賊対処など海外の活動

在外邦人などの輸送・保護措置

軍備管理・軍縮、不拡散の努力への
協力

宇宙空間やサイバー空間などの安定
利用への貢献

無 回 答

88.3

78.3

77.7

55.7

31.8

30.5

27.3

17.7

17.2

1.0

2　自衛隊に対する印象

総数
（1,602人）

（該当者数） 無回答

良い印象を
持っている

どちらかといえば
良い印象を
持っている

どちらかといえば
悪い印象を
持っている

悪い印象を
持っている

0.6
4.4

4.2

58.532.3

悪い印象を持っている
（小計）5.0

良い印象を持っている
（小計）90.8

（％）

2.6

無回答
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	資料77	 防衛省における情報公開の実績（2022年度）

防衛省本省 地方防衛（支）局 防衛装備庁 計
1　開示請求受付件数 3,386 1,356 156 4,898
2　開示決定等件数 3,602 1,478 166 5,246

全部開示決定件数 1,865 571 86 2,522
一部開示決定件数 1,564 884 78 2,526
不開示決定件数 173 23 2 198

3　審査請求件数 5,106 0 1 5,107
4　訴訟件数 2 0 0 2
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防衛年表
年 月日 主要事象

1945
（昭20）

　8.15 終戦
　8.17 東久邇内閣成立
　8.17 インドネシア共和国独立宣言
　8.28 ベトナム民主共和国臨時政府成立
　9.　2 GHQ設置
10.　9 幣原内閣成立
10.15 参謀本部・軍令部廃止
10.24 国際連合成立
11.30 陸・海軍省廃止

1946
（昭21）

　1.　4 GHQ、公職追放を指令
　1.10 国際連合第1回総会開幕（ロンドン、～2.14）
　1.27 GHQ、琉球列島・小笠原群島の日本行政

権停止指令
　2.26 極東委員会成立
　3.　5 チャーチル、「鉄のカーテン」演説
　4.　5 第1回対日理事会開催
　4.24 沖縄民政府発足
　5.　3 極東軍事裁判開廷
　5.22 吉田内閣成立
10.　1 ニュールンベルグ国際裁判判決
11.　3 「日本国憲法」公布
12.19 インドシナ戦争開始（～54）

1947
（昭22）

　3.12 トルーマン・ドクトリン発表
　5.　3 「日本国憲法」施行
　6.　1 片山内閣成立
　6.　5 マーシャル・プラン発表
　8.15 インド、パキスタン独立
　8.15 第一次印パ紛争発生（～65）
10.　5 コミンフォルム設置
12.17 「警察法」公布（国家地方警察、自治体警

察設置）
1948

（昭23）
　3.10 芦田内閣成立
　4.　1 ソ連、ベルリン封鎖（～49.5.12）
　4.27 「海上保安庁法」公布
　5.14 イスラエル国独立、第1次中東戦争開始

（～49.2.24）
　6.11 米上院、バンデンバーグ決議
　6.26 ベルリン空輸開始
　8.15 大韓民国独立宣言
　9.　9 朝鮮民主主義人民共和国成立
10.19 第2次吉田内閣発足
11.12 極東国際軍事裁判判決

1949
（昭24）

　1.25 コメコン（経済相互援助会議）設置
　2.16 第3次吉田内閣発足
　4.　4 北大西洋条約12か国署名（8.24発効）

（NATO発足）
　4.21 国共会談決裂、中共軍総攻撃開始
　5.　6 ドイツ連邦共和国（西独）成立
　7.　5 下山事件
　7.15 三鷹事件
　8.17 松川事件
　9.24 ソ連、原爆所有を公表
10.　1 中華人民共和国成立
10.　7 ドイツ民主共和国（東独）成立
12.　7 国民党政権、台湾へ移転

1950
（昭25）

　1.27 米国、NATO諸国とMSA協定署名
　2.14 中・ソ友好同盟相互援助条約署名
　6.21 米国務省ダレス顧問来日
　6.25 朝鮮戦争（～53.7.27）
　6.28 第3次吉田改造内閣発足
　7.　7 朝鮮派遣の国連軍創設
　7.　8 マッカーサー元帥、警察予備隊75,000人

創設、海上保安庁8,000人増員を許可
　8.10 警察予備隊令公布・施行
　8.13 警察予備隊一般隊員募集開始
　8.14 警察予備隊初代増原長官就任
　9.　7 警察予備隊本部、国警本部から越中島へ

移転
　9.15 国連軍、仁川上陸
10.25 中国人民志願軍、朝鮮戦争に参戦
11.24 米国、「対日講和7原則」発表
12.18 北大西洋条約防衛委員会・NATO軍創設

決定
1951

（昭26）
　1.23 大橋国務大臣、警察予備隊担当に決定
　1.29 第1回吉田・ダレス会談（講和会議交渉）
　3.　1 陸士・海兵など出身者（1、2等警察士要

員）特別募集開始
　4.11 マッカーサー、連合軍最高司令官解任
　7.　4 第3次吉田改造（第2次）内閣発足
　8.30 米・比相互防衛条約署名
　9.　1 オーストラリア・ニュージーランド・米

国間3国安全保障（ANZUS）条約署名
　9.　8 「対日講和」49か国署名、「日米安全保障

条約」署名
10.20 小月部隊、ルース台風による山口県北河

内村の災害救援のため初出動
10.26 衆議院、「講和・安保両条約」を承認

（11.18参議院）
12.26 第3次吉田改造（第3次）内閣発足

1952
（昭27）

　1.19 韓国「隣接海洋に関する主権宣言」（李承
晩ライン）

　2.28 日米行政協定署名
　4.26 海上保安庁に海上警備隊発足
　4.28 日華平和条約署名
　4.28 「対日講和・日米安全保障条約」発効
　4.28 極東委員会・対日理事会・GHQ廃止
　5.　1 メーデー、皇居前広場で暴動化

年 月日 主要事象
1952

（昭27）
　5.26 米・英・仏、対独平和取極署名
　5.27 欧州防衛共同体（EDC）条約署名
　7.21 「破壊活動防止法」公布・施行
　7.26 「日米施設区域協定」署名
　7.31 「保安庁法」公布
　8.　1 保安庁設置、吉田内閣総理大臣、保安庁

長官を兼務、警備隊発足
10.15 保安隊発足
10.30 第4次吉田内閣発足、木村長官就任
10.31 英国、初の原爆実験
11.　1 米国、初の水爆実験
11.12 「日米船舶貸借協定」署名

1953
（昭28）

　1.　1 在日米保安顧問団発足
　4.　1 保安大学校（後の防衛大学校）開校
　5.21 第5次吉田内閣発足
　7.27 朝鮮休戦協定署名
　8.12 ソ連、初の水爆実験
　9.27 吉田・重光会談
10.　1 米・韓相互防衛条約署名
10.30 池田・ロバートソン会談、自衛力漸増の

共同声明
12.25 奄美群島復帰

1954
（昭29）

　1.21 世界最初の米原潜（ノーチラス号）進水
　3.　1 米国、ビキニ水爆実験
　3.　1 第5福竜丸事件
　3.　8 MDA協定署名
　5.14 日米艦艇貸与協定署名
　6.　2 参議院、自衛隊の海外出動禁止決議
　6.　9 「防衛庁設置法・自衛隊法・MDA協定等

に伴う秘密保護法」公布
　7.　1 防衛庁設置、陸・海・空自衛隊発足
　7.21 インドシナ休戦に関するジュネーブ協定

署名
　9.　3 中国人民解放軍、金門・馬祖初砲撃
　9.　8 東南アジア集団防衛条約（SEATO）署名
12.　2 米華相互防衛条約署名
12.10 鳩山内閣成立、大村長官就任

1955
（昭30）

　3.19 第2次鳩山内閣発足、杉原長官就任
　4.18 アジア・アフリカ会談（バンドン）
　5.　5 西独、NATO正式加盟
　5.　6 米軍、北富士演習場で実射、反対闘争激化
　5.　8 砂川基地闘争発生
　5.14 ワルシャワ条約署名（WPO発足）
　7.31 砂田長官就任
　8.　6 第1回原水禁世界大会開催（広島）
　8.31 重光・ダレス会談、日米安保条約改定に

ついて共同声明
11.14 「日米原子力協定」署名
11.22 第3次鳩山内閣発足、船田長官就任
12.19 原子力基本法公布

1956
（昭31）

　2.　9 衆議院原水爆実験禁止決議（2.10参議院）
　2.14 ソ連共産党第20回大会でスターリン批判が

なされ、フルシチョフ平和共存路線を採択
　3.23 防衛庁、霞ヶ関庁舎へ移転
　4.17 ソ連、コミンフォルム解散を発表
　4.26 国産護衛艦1番艦「はるかぜ」竣工
　7.　2 「国防会議構成法」公布
　7.26 ナセル・エジプト大統領、スエズ運河の

国有化を宣言
　9.20 F-86Fジェット戦闘機国内生産第1号機領収
10.19 日・ソ国交回復に関する共同宣言
10.23 ハンガリー動乱
10.29 第2次中東戦争（スエズ戦争）（～11.6）
12.18 日本、国連に加盟
12.23 石橋内閣成立、総理大臣、防衛庁長官を

兼務
1957

（昭32）
　1.31 岸臨時首相代理、防衛庁長官を兼務
　2.　2 小滝長官就任
　2.25 岸内閣成立
　3.15 参議院、原水爆禁止決議
　5.15 英国、初の水爆実験
　5.20 「国防の基本方針」国防会議・閣議決定
　6.14 「防衛力整備目標」（1次防）国防会議決定、

閣議了解
　6.21 岸・アイゼンハワー会談、在日米軍早期

引揚げに関する共同声明
　7.10 岸改造内閣発足、津島長官就任
　8.　6 日米安全保障委員会発足
　8.26 ソ連、ICBM実験に成功と発表
　8.27 東海村の実験原子炉点火
　9.10 「P2V-7　42機の国産」国防会議決定、

9.17閣議報告
10.　4 ソ連、世界初の人工衛星スプートニク1号

打上げ
11.23 世界共産党会議、モスクワ宣言

1958
（昭33）

　1.　1 日本、国連安全保障理事会非常任理事国
に就任

　1.　1 欧州経済共同体（EEC）発足
　1.14 第1回遠洋練習航海（ハワイ、～2.28）
　1.31 米国、人工衛星打上げ成功
　2.17 航空自衛隊、対領空侵犯措置を開始
　4.18 衆議院、原水爆禁止決議
　6.12 第2次岸内閣発足、左藤長官就任
　8.23 中国人民解放軍の金門島攻撃激化
　9.11 藤山・ダレス会談（ワシントン）、「日米

安保条約改定」同意
10.　4 日米安保条約改定日米会談開始

年 月日 主要事象
1958

（昭33）
10.23 ダレス・蒋介石会談、本土反攻否定の共

同声明
12.17 米国、ICBMアトラスの試射に成功

1959
（昭34）

　1.12 伊能長官就任
　3.30 東京地裁、砂川事件について米軍駐留違

憲と判決
　6.18 第2次岸改造内閣発足、赤城長官就任
　8.25 中・印国境紛争
　9.18 フルシチョフ・ソ連書記長、国連で全面

完全軍縮を提案
　9.26 伊勢湾台風において災害派遣を実施
　9.27 米・ソ首脳会談、キャンプデービット共

同声明
11.　6 「F-104　200機の国産」国防会議決定、

11.10閣議了解
12.　1 南極条約署名
12.16 最高裁、砂川事件の原判決を破棄

1960
（昭35）

　1.11 防衛庁、檜町庁舎へ移転
　1.19 「日米安全保障条約」署名（6.23発効）
　2.13 フランス、サハラで初の原爆実験
　5.　1 U-2型機撃墜事件（ソ連上空）
　5.24 チリ地震津波にともなう災害派遣
　7.19 池田内閣成立、江崎長官就任
　7.20 米国、SLBMポラリスの水中発射に成功
12.　8 第2次池田内閣発足、西村長官就任
12.20 南ベトナム民族解放戦線結成

1961
（昭36）

　1.13 「陸上自衛隊の部隊改編」（13個師団への
改編）国防会議決定、1.20閣議報告

　4.12 ソ連、有人宇宙船打上げ成功
　5.16 韓国で軍事クーデター、軍事政権成立
　7.　6 ソ・朝友好協力相互援助条約署名
　7.11 中・朝友好協力相互援助条約署名
　7.18 第2次池田改造内閣発足、藤枝長官就任
　7.18 「第2次防衛力整備計画」国防会議・閣議

決定
　8.13 ベルリンの壁構築

1962
（昭37）

　7.18 第2次池田改造（第2次）内閣発足、志賀
長官就任

　7.23 ジュネーブ国際会議、ラオス中立国際協
定に署名

　8.15 陸上自衛隊、13個師団編成完了
10.15 61式戦車、初納入
10.20 中・印国境紛争（～11.22）
10.24 米海軍、キューバ海上隔離（～11.20）
10.28 フルシチョフ・ソ連首相、キューバのミ

サイル撤去言明
11.　1 防衛施設庁発足
11.　9 志賀長官、現職長官として初の訪米（～11.26）

1963
（昭38）

　6.20 米・ソのホットライン協定署名
　7.18 第2次池田改造（第3次）内閣発足、福田

長官就任
　8.　8 米・英・ソ、部分的核実験禁止条約署名

（10.10発効）
　8.14 日本、「部分的核実験禁止条約」署名
　9.16 マレーシア連邦成立
12.　9 第3次池田内閣発足
12.17 韓国民政移管、朴正熙韓国大統領就任

1964
（昭39）

　6.15 「部分的核実験禁止条約」、日本について
発効

　7.18 第3次池田改造内閣発足、小泉長官就任
　8.　2 トンキン湾事件
10.16 中国、初の原爆実験に成功
11.　9 佐藤内閣成立
11.12 米原潜（シードラゴン）、初めてわが国に

寄港（佐世保）
1965

（昭40）
　2.　7 米軍、北ベトナム爆撃開始
　2.10 国会、三矢研究に関する質疑
　6.　3 佐藤改造内閣発足、松野長官就任
　6.22 「日韓基本条約」署名
　9.　1 第2次印・パ紛争（～9.22）
11.20 砕氷艦「ふじ」、初めて南極観測協力に出

港（～66.4.8）
1966

（昭41）
　5.16 中国、文化大革命開始
　7.　1 フランス、NATO軍事機構を脱退（09.4.4

復帰）
　8.　1 佐藤改造（第2次）内閣発足、上林山長

官就任
10.27 中国・初の核ミサイル実験に成功
11.29 「第3次防衛力整備計画の大綱」国防会

議・閣議決定
12.　3 佐藤改造（第3次）内閣発足、増田長官

就任
1967

（昭42）
　1.27 宇宙天体平和利用条約署名
　2.17 第2次佐藤内閣発足
　3.14 「第3次防衛力整備計画の主要項目」国防

会議・閣議決定
　3.29 札幌地裁、恵庭事件判決
　6.　5 第3次中東戦争（～6.9）
　6.17 中国、初の水爆実験に成功
　7.　1 欧州共同体（EC）発足
　8.　8 東南アジア諸国連合（ASEAN）結成
11.25 第2次佐藤改造内閣発足

1968
（昭43）

　1.16 ウィルソン英首相、スエズ以東英軍の撤
収を発表

　1.19 米原子力空母（エンタープライズ号）初
めてわが国に寄港（佐世保）

252日本の防衛

資
料
編

防衛2023_資料編_99-防衛年表.indd   252防衛2023_資料編_99-防衛年表.indd   252 2023/06/26   13:19:322023/06/26   13:19:32



年 月日 主要事象
1988

（昭63）
　6.　1 最高裁、自衛官合祀訴訟判決
　7.23 潜水艦・遊漁船衝突事故（横須賀沖）
　8.17 米ソ、初の地下核実験共同検証実施（ネ

バダ）
　8.20 イラン・イラク紛争、停戦成立
　8.24 田澤長官就任
　9.20 国産のT-4中等練習機初納入
10.17 米比軍事基地協定見直し交渉合意文書署名
11.29 FS-X共同開発に関する日米政府間の交換

公文及び細目取極署名
12.　7 ゴルバチョフ・ソ連書記長、国連で50万

人兵力削減などに関する演説
12.27 竹下改造内閣発足

1989
（昭64）

　1.　7 昭和天皇崩御

1989
（平元）

　2.15 ソ連軍、アフガニスタンから撤退完了
　2.24 大喪の礼
　3.　9 欧州通常戦力交渉（CFE）開始（ウィーン）
　3.　9 信頼醸成措置（CSBM）開始（ウィーン）
　3.15 東京地裁八王子支部、横田基地騒音訴訟

（第3次）判決
　3.30 新BADGEシステム運用開始
　4.　1 消費税法施行
　5.10 米ソ外相会談、STARTⅠ再開で合意成立

（モスクワ、～5.11）
　6.　3 宇野内閣成立、山崎長官就任
　6.　4 中国戒厳部隊、北京市天安門前広場など

の群集に対し発砲（第2次天安門事件）
　6.20 最高裁、百里基地訴訟判決
　6.22 横浜地裁、厚木基地土地明渡等訴訟判決
　6.24 趙紫陽中国共産党総書記解任、江沢民総

書記就任
　8.10 海部内閣成立、松本長官就任
　9.26 ベトナム、カンボジアから完全撤退
11.　9 東独、西側への自由出国許可（ベルリン

の壁の実質的崩壊）
1990

（平2）
　2.13 米ソ外相、中欧駐留米ソ兵力の上限を19

万5千人に、全欧州における米兵力を22
万5千人とすることで合意

　2.20 武器技術共同委員会「FS-X関連武器技術」
対米供与決定

　2.28 第2次海部内閣発足、石川長官就任
　3.　3 日米首脳会談（海部・G・H・Wブッシュ、

パームスプリングス、～3.4）
　5.29 那覇地裁、駐留軍用地特措法にかかる行

政処分取消訴訟判決
　6.19 日米合同委員会で、沖縄の米軍施設（23

事案）につき、返還に向けて日米双方で
所要の調整手続を進めることを確認

　6.21 安全保障関係閣僚会議の設置について日
米で原則同意

　8.　2 イラク軍、クウェートに侵攻
　8.　2 G・H・Wブッシュ米国大統領、アスペン

演説
10.　3 ドイツ統一
10.16 「国連平和協力法案」提出
10.24 ソ連、北極圏で地下核実験を実施
11.10 「国連平和協力法案」廃案
11.12 即位の礼
11.23 大嘗祭
12.20 「中期防衛力整備計画（平成3年度～平成

7年度）について」安全保障会議・閣議
決定

12.29 第2次海部改造内閣発足、池田長官就任
1991

（平3）
　1.17 「湾岸危機対策本部設置」閣議決定
　1.17 多国籍軍によるイラク及びクウェートへ

の空爆開始、「砂漠の嵐」作戦開始
　1.24 政府・湾岸地域の平和回復活動に対し90

億ドル追加支援を決定
　1.25 「湾岸危機に伴う避難民の輸送に関する暫

定措置に関する政令」閣議決定（1.29公
布施行、4.19廃止）

　3.13 金沢地裁、小松基地騒音訴訟（第1・2次）
判決

　3.31 WPO（ワルシャワ条約機構軍事機構）解体
　4.11 湾岸戦争の正式停戦発効
　4.24 「ペルシャ湾への掃海艇等の派遣につい

て」安全保障会議・閣議決定
　4.26 掃海艇など計6隻、ペルシャ湾へ出港
　6.　3 雲仙普賢岳噴火にともなう災害派遣
　7.31 米ソ首脳、STARTⅠに署名（モスクワ）
　9.　6 ソ連国家評議会、バルト3国独立を承認
　9.17 国連総会、南北朝鮮、バルト3国など7か

国の国連加盟を承認
10.　9 国連のイラク化学兵器調査団に初の自衛

官参加
11.　5 衆議院安全保障委員会設置
11.　5 宮澤内閣成立、宮下長官就任
11.26 クラーク米空軍基地、フィリピンへ正式

返還
12.　5 ウクライナ共和国最高会議、ウクライナ

独立を宣言
12.　8 ロシア、ベラルーシ、ウクライナ3共和

国首脳会談、「独立国家共同体（CIS）協
定」に署名（ブレスト、ベラルーシ）

1992
（平4）

　2.　7 EC加盟12か国、欧州連合条約（マース
トリヒト条約）調印

　2.25 中国、尖閣諸島を中国領と明記した「領
海及び接続水域法」を公布・発効

年 月日 主要事象
1995

（平7）
　6.　5 自衛隊機と韓国軍機との間の偶発事故の

防止についての書簡を日韓防衛当局間で
相互に発出

　7.28 ベトナム、ASEANに正式加盟
　8.　1 第1回KEDO総会（日米韓）開催（ニュー

ヨーク）
　8.　8 村山改造内閣発足、衛藤長官就任
　9.　4 沖縄駐留3米兵による女子児童暴行事件
　9.15 化学兵器禁止条約批准
10.27 「国際機関等に派遣される防衛庁の職員の

処遇等に関する法律」公布（96.1.1施行）
11.17 「沖縄米軍基地問題協議会の設置につい

て」閣議決定
11.19 村山内閣総理大臣・ゴア米国副大統領会

談（沖縄における施設及び区域に関する
特別行動委員会（SACO）設置につき合
意）

11.28 「平成8年度以降に係る防衛計画の大綱に
ついて」安全保障会議・閣議決定

12.14 「中期防衛力整備計画（平成8年度～平成
12年度）について」安全保障会議決定

（12.15閣議決定）
12.14 「次期支援戦闘機の整備について」安全保

障会議決定（12.15閣議了解）次期支援戦
闘機の型式「F-2」と決定

12.14 ボスニア和平協定がパリで正式調印
12.20 NATO主体のIFOR、国連保護隊に代わり

正式活動開始
12.26 東京高裁、厚木基地騒音訴訟（第1次）

差戻控訴審判決
1996

（平8）
　1.11 橋本内閣成立、臼井長官就任
　1.26 米上院、STARTⅡ批准
　1.31 国連兵力引き離し監視隊（UNDOF）へ

自衛隊の部隊などを派遣
　3.　8 中国、3.8～3.25で計3回台湾近海におい

てミサイル発射訓練、海・空軍の実弾演
習、陸海空統合演習実施

　3.23 台湾、初の総統直接選挙、李登輝総統再選
　4.12 橋本内閣総理大臣・モンデール米駐日大

使会談（普天間飛行場の5～7年以内の条
件が整った後の全部返還について合意）

　4.15 日米物品役務相互提供協定及び手続取極
署名（10.22発効）

　4.16 「沖縄県における米軍の施設・区域に関連
する問題の解決促進について」閣議決定

　4.17 日米安全保障共同宣言
　7.12 ワッセナー・アレンジメント設立総会

（ウィーン）
　7.20 国連海洋法条約、日本について発効
　7.26 海自艦艇初の訪露（ウラジオストク、

～7.30、ロシア海軍300周年記念観艦式）
　7.29 中国、地下核実験実施（45回目）同日、核

実験モラトリアム（一時休止）の実施発表
　8.28 海自艦艇初の訪韓（釜山、～9.6）
　8.28 最高裁、駐留軍用地特措法による代理署

名についての職務執行命令訴訟判決
　9.10 国連総会、包括的核実験禁止条約（CTBT）

採択
　9.18 北朝鮮の小型潜水艦、韓国東海岸で座礁、

乗員韓国領土侵入（～11.7掃討作戦完了）
　9.26 香港抗議船（保釣号）など、尖閣諸島周

辺領海に侵入
　9.27 タリバーン、アフガニスタンの首都カ

ブールを制圧、暫定政権を宣言
10.　3 ロシア・チェチェン、停戦合意
11.　7 第2次橋本内閣発足、久間長官就任
11.18 NATO、ボスニア駐留IFOR後継部隊

（SFOR）の派遣で基本合意
12.　2 SACO最終報告が日米安全保障協議委員

会で了承
12.24 「わが国の領海及び内水で潜没航行する外

国潜水艦への対処について」安全保障会
議・閣議決定

1997
（平9）

　1.　2 ロシア船ナホトカ号海難・重油流出災害
にかかる災害派遣（～3.31）

　1.20 情報本部の新設
　4.29 化学兵器禁止条約発効
　5.12 ロシア・チェチェン「平和条約」署名
　6.　9 化学兵器禁止機関（OPCW）へ自衛官を

派遣（査察局長）（～02.6）
　7.　1 香港、中国へ返還
　7.　3 在沖米海兵隊実弾演習初の本土移転射撃

（北富士、～7.9）
　7.16 北朝鮮兵士、軍事境界線（MDL）越境、

韓国軍と銃砲撃戦
　9.11 第2次橋本改造内閣発足
　9.23 97「日米防衛協力のための指針」を日米

安全保障協議委員会で了承
11.10 中露首脳会談、中露共同声明に署名（北

京）、中露東部国境の画定を宣言
12.　3 行政改革会議最終報告
12.19 「中期防衛力整備計画（平成8年度～平成

12年度）の見直しについて」安全保障会
議・閣議決定

1998
（平10）

　3.26 即応予備自衛官制度導入
　4.28 日米物品役務相互提供協定を改正する協

定の署名

年 月日 主要事象
1992

（平4）
　4.　1 政府専用機（B-747）防衛庁所属替
　4.　1 防大に初の女子学生入校
　4.27 東京地裁、厚木基地土地明渡等訴訟判決
　5.22 北朝鮮兵、韓国側非武装地帯（DMZ）に

侵入、銃撃戦
　5.23 米国とロシアなど旧ソ連4か国、START

Ⅰ議定書に署名
　5.25 北朝鮮で初のIAEA特定査察実施（～6.5）
　6.19 「国際平和協力法」公布（8.10施行）、「国

際緊急援助隊法改正」公布（6.29施行）
　8.10 「国際平和協力法」施行
　8.24 中韓両国、国交樹立
　9.17 第1次カンボジア派遣施設大隊出発開始

（～93.9.26帰国完了）
　9.19 カンボジア停戦監視要員出発（成田）
　9.30 米国、フィリピンスービック海軍基地返還
11.　9 CFE条約正式発効
11.24 米国、フィリピンキュービーポイント飛

行場返還（フィリピンからの撤退完了）
12.　3 国連安保理、ソマリアでの多国籍軍によ

る武力行使を容認する決議採択
12.12 宮澤改造内閣発足、中山長官就任
12.16 国連安保理、モザンビークに平和維持活

動を展開する決議採択
12.18 「中期防衛力整備計画（平成3年度～平成

7年度）の修正について」安全保障会議・
閣議決定

12.21 横浜地裁、厚木基地騒音訴訟（第1次）
判決

1993
（平5）

　1.　3 米露首脳会談（モスクワ）・第2次戦略兵
器削減条約（STARTⅡ）署名

　1.13 化学兵器禁止条約に日本署名
　2.25 最高裁、厚木基地騒音訴訟（第1次）判

決、横田基地騒音訴訟（第1次・2次）判
決

　3.12 北朝鮮、NPT脱退を宣言
　3.25 イージス艦「こんごう」就役
　4.　8 カンボジアで、国連ボランティア（UNV）

中田厚仁氏殉職
　5.　4 ソマリアに展開中の多国籍軍、第2次ソマ

リア国連活動（UNOSOMⅡ）に任務移行
　5.　4 カンボジアで、文民警察要員高田晴行警

視が殉職
　5.11 モザンビーク派遣輸送調整中隊、モザン

ビークへ出発開始（～95.1.8帰国完了）
　5.14 国連モザンビーク活動司令部要員、モザ

ンビークへ出発
　5.29 北朝鮮、日本海中部に向け弾道ミサイル

の発射実験実施
　6.　1 政府専用機（B-747）の本格運航にともな

い、特別航空輸送隊を新編
　6.　9 皇太子徳仁親王殿下結婚の儀
　6.11 米朝協議第1ラウンド共同声明で、北朝

鮮はNPT脱退を留保
　7.12 北海道南西沖地震災害に対する災害派遣

（～8.12）
　8.　4 ルワンダ内戦で、和平協定署名
　8.　9 細川内閣成立、中西長官就任
　9.　1 米国防省「ボトムアップ・レビュー」発表
　9.13 イスラエル・PLO、「暫定自治原則宣言」

署名
　9.23 国連安保理、国連ハイチ・ミッション

（UNMIH）を設置する決議採択
10.13 「日露海上事故防止協定」署名
11.　1 マーストリヒト条約発効・EU発足
12.　2 愛知長官就任

1994
（平6）

　2.24 那覇地裁沖縄支部、嘉手納基地騒音訴訟
（第1・2次・3次）判決

　3.23 海自に初の女子航空学生入隊
　3.24 空自に初の女子航空学生入隊
　3.30 東京高裁、横田基地騒音訴訟（第3次）

判決
　4.28 羽田内閣成立、神田長官就任
　6.　8 米国防省、核兵器など大量破壊兵器に関

する「拡散防止活動計画報告書」提出
　6.30 村山内閣成立、玉澤長官就任
　9.22 米国防省「核態勢見直し」発表
10.21 米朝協議で北朝鮮の軽水炉支援、代替エ

ネルギーの供与などを内容とする「枠組
文書」に米朝署名

12.　1 第1回アジア太平洋安全保障セミナー（防
衛研究所主催、～12.17）

12.　1 米韓連合軍司令官、平時の作戦統制権を
韓国軍に委譲

12.　5 STARTⅠ発効
12.18 ロシア、対チェチェン軍事作戦開始
12.20 初の韓国海軍練習艦隊訪日（晴海、

～12.23）
12.26 名古屋高裁金沢支部、小松基地騒音訴訟

（第1次・2次）判決
1995

（平7）
　1.17 阪神・淡路大震災にともなう災害派遣

（～4.27）
　3.　9 朝鮮半島エネルギー開発機構（KEDO）

発足
　3.20 地下鉄サリン事件にともなう災害派遣

（～3.23）
　5.11 NPT無期限延長を採択
　5.19 「沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う

特別措置に関する法律」成立（6.20施行）

年 月日 主要事象
1968

（昭43）
　1.23 北朝鮮、米海軍の情報収集艦（プエブロ

号）をだ捕
　2.26 「日米新原子力協定」署名
　5.13 第1回ベトナム和平公式会談（パリ）
　6.26 小笠原諸島復帰
　7.　1 核不拡散条約署名
　8.20 ソ連・東欧軍、チェコ・スロバキア侵入
　8.24 仏、南太平洋で初の水爆実験
11.30 第2次佐藤改造（第2次）内閣発足、有田

長官就任
1969

（昭44）
　1.10 「F-4E　104機の国産」国防会議決定、閣

議了解
　3.　2 珍宝島（ダマンスキー島）にて中・ソ武

力衝突
　4.15 北朝鮮、米大型偵察機（EC-121）を撃墜
　6.10 南ベトナム臨時革命政府樹立宣言
　7.25 ニクソン米国大統領、グアム・ドクトリ

ン（後のニクソン・ドクトリン）発表
11.21 佐藤・ニクソン共同声明（安保条約継続、

72年沖縄返還）
1970

（昭45）
　1.14 第3次佐藤内閣発足、中曽根長官就任
　1.24 WPO（ワルシャワ条約機構）統合軍結成

（7か国）
　2.　3 日本、「核不拡散条約」署名
　2.11 国産初の人工衛星打上げ成功
　3.　5 核不拡散条約発効
　3.31 「よど号」事件
　4.16 米ソ、戦略兵器制限SALTⅠ本交渉開始
　4.24 中国、初の人工衛星打上げ成功
　6.23 日米安保条約自動継続
　8.12 西独・ソ連武力不行使条約に署名
10.20 第1回防衛白書「日本の防衛」発表
11.25 三島由紀夫、陸自東部方面総監部（市ヶ

谷）で割腹自殺
1971

（昭46）
　2.11 海底軍事利用禁止条約署名
　6.17 「沖縄返還協定」署名
　6.29 沖縄防衛取極（久保・カーチス取極）署名
　7.　5 第3次佐藤改造内閣発足、増原長官就任
　7.30 全日空機、自衛隊機と衝突（雫石）
　8.　2 西村長官就任
　8.　9 ソ連・インド平和友好協力条約署名
　9.30 核戦争の危険を減少するための措置に関

する米ソ間協定署名
10.25 国連総会、中国招請、台湾追放決議
11.24 衆議院非核決議
11.27 ASEAN会議、東南アジアの中立を宣言
12.　3 第3次印・パ紛争
12.　3 江崎長官就任
12.　5 空自初の国産超音速航空機XT-2を納入

1972
（昭47）

　1.　7 佐藤・ニクソン共同声明、沖縄返還・基
地縮小で合意

　2.　8 「第4次防衛力整備5か年計画の大綱」国
防会議・閣議決定

　2.27 ニクソン米国大統領訪中、米・中共同声
明発表

　4.10 日本、「生物兵器禁止条約」署名
　4.18 「自衛隊の沖縄配備」国防会議・閣議決定
　5.15 沖縄返還
　5.26 ニクソン米国大統領訪ソ、SALTⅠ署名、

ABM制限に関する協定署名
　7.　3 印・パ平和協定署名
　7.　4 韓国・北朝鮮自主平和統一の共同声明
　7.　7 田中内閣成立、増原長官就任
　9.29 田中内閣総理大臣訪中、日中国交正常化
10.　9 「4次防策定に際しての情勢判断及び防衛

の構想」、「4次防の主要項目」、「文民統
制強化の措置」国防会議・閣議決定

12.21 東西両独基本条約署名
12.22 第2次田中内閣発足

1973
（昭48）

　1.23 第14回日米安保協議委員会、在日基地整
理統合（関東計画）に合意

　1.27 ベトナム和平協定署名（1.28停戦）
　2.　1 防衛庁「平和時の防衛力」発表
　2.21 ラオス和平協定署名
　3.29 米軍、ベトナム撤兵完了
　5.29 山中長官就任
　6.22 ブレジネフ・ソ連書記長訪米、核戦争防

止協定署名
　7.　1 自衛隊の沖縄防空任務開始
　9.　7 札幌地裁、自衛隊違憲判決（長沼判決）
　9.21 日本、北ベトナムと国交樹立
10.　6 第4次中東戦争（～10.25）
10.　8 日ソ首脳会談（モスクワ）
10.17 アラブ石油輸出国機構の10か国、石油の

供給削減決定
11.　7 パキスタン、SEATOから正式脱退
11.25 第2次田中改造内閣発足

1974
（昭49）

　1.　5 日中貿易協定署名
　1.18 イスラエル・エジプト兵力引離し協定署名
　4.20 日中航空協定署名
　4.25 防衛医科大学校開校
　5.18 インド、初の地下核実験
　7.　3 ニクソン米国大統領訪ソ、地下核実験制

限条約署名
10.　8 佐藤栄作元内閣総理大臣、ノーベル平和

賞受賞
11.11 第2次田中改造（第2次）内閣発足、宇野

長官就任
11.13 「日中海運協定」署名

年 月日 主要事象
1982

（昭57）
　5.15 「駐留軍用地特別措置法」に基づき、沖縄

所在施設・区域内の一部土地の使用を開始
　6.　6 イスラエル軍、レバノン侵攻
　6.　8 生物兵器禁止条約、日本について発効
　6.　9 CCW本体、第Ⅰ議定書、第Ⅱ議定書、第

Ⅲ議定書締結
　6.29 第1次米ソ戦略兵器削減交渉（STARTⅠ）

開始（ジュネーブ）
　7.23 「56中業」を国防会議に報告、了承
　8.17 米の台湾向け武器売却に関する米中共同

声明発表
　9.　9 最高裁、長沼ナイキ基地訴訟判決
10.12 中国、SLBMの水中発射実験に成功
10.20 横浜地裁、厚木基地騒音訴訟（第1次）

判決
11.27 中曽根内閣成立、谷川長官就任

1983
（昭58）

　1.　1 米、新統合軍（中央軍）を創設
　1.14 政府、対米武器技術供与の途を開くこと

を決定（官房長官談話）
　3.23 レーガン米国大統領、戦略防衛構想（SDI）

発表
　6.12 谷川長官、防衛庁長官として初の北方領

土視察
　9.　1 大韓航空機、樺太上空付近でソ連機に撃

墜される。
10.　9 ビルマで北朝鮮のテロ行為により韓国閣

僚ら19人死亡
10.25 米、カリブ海6か国の軍隊とともにグレ

ナダに派兵
11.　8 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互防

衛援助協定に基づくアメリカ合衆国に対す
る武器技術の供与に関する交換公文」署名

12.12 （空）初の日米共同指揮所訓練（府中、
～12.15）

12.27 第2次中曽根内閣発足、栗原長官就任
1984

（昭59）
　1.　1 英領ブルネイ独立（1.7ASEAN加盟）
　6.11 （海）初の日米共同指揮所訓練（横須賀、

～6.15）
10.16 防衛庁、「有事法制の研究について」で今

後の研究の進め方などを公表
11.　1 第2次中曽根改造内閣発足、加藤長官就任

1985
（昭60）

　3.12 米ソ軍備管理交渉開始
　4.　2 米空軍戦闘機F-16三沢に配備開始
　6.　4 中国、解放軍の100万人削減を発表
　8.12 日航機墜落事故、災害派遣実施
　9.18 「中期防衛力整備計画」国防会議・閣議決

定、ペトリオットの導入国防会議決定・
閣議了解

12.27 対米武器技術供与実施細目取極締結
12.28 第2次中曽根改造（第2次）内閣発足

1986
（昭61）

　2.24 初の日米共同統合演習（指揮所演習）（檜
町・在日米軍司令部など、～2.28）

　4.　9 東京高裁、厚木基地騒音訴訟（第1次）
判決

　4.26 ソ連、チェルノブイリ原子力発電所事故
発生

　7.　1 「安全保障会議設置法」施行
　7.22 第3次中曽根内閣発足、栗原長官就任
　8.10 米豪安保協議（サンフランシスコ、～8.11）、

米国はニュージーランドに対するANZUS
条約上の義務の履行停止を発表

　8.15 日・米・ソ、ホットライン運用開始
　9.　5 対米武器技術供与第1号政府決定
　9.22 欧州軍縮会議（CDE）、最終文書を採択

（ストックホルム）
10.15 ソ連、アフガニスタン駐留ソ連軍の一部

撤退を発表
10.27 初の日米共同統合演習（実動演習）（本州

東方・南方など、～10.31）
1987

（昭62）
　1.24 「今後の防衛力整備について」安全保障会

議・閣議決定
　1.30 「在日米軍駐留経費負担にかかる特別協

定」署名（6.1発効）
　5.27 警視庁、東芝機械社員2名を戦略物資輸

出調整委員会（ココム）規制違反不正輸
出事件で外為法違反で逮捕

　5.29 栗原長官、現職長官として初の訪中（～6.4）
　7.15 東京高裁、横田基地騒音訴訟（第1次・2

次）判決
　7.20 国連安保理、イラン・イラク紛争停戦決

議（598号）採択
　8.26 「国際緊急援助隊派遣法」成立
10.　6 第1回日米ココム協議（東京、～10.7）
10.21 F-1の後継機に関する検討結果を決定、公表
11.　6 竹下内閣成立、瓦長官就任
11.29 大韓航空機、ベンガル湾上空を飛行中に

北朝鮮のテロ行為により爆破
12.　8 INF条約署名
12.18 「洋上防空体制の在り方に関する検討」安

全保障会議了承
1988

（昭63）
　3.　2 「在日米軍駐留経費負担にかかる特別協定

の改正議定書」署名（6.1発効）
　3.14 中国・ベトナム、南沙群島周辺海域で武

力衝突
　4.12 「日米相互防衛援助協定に基づく日本国に

対する一定の防衛分野における技術上の
知識の供与に関する交換公文」署名

　5.29 米ソ首脳会談（モスクワ、～6.1、INF条
約批准書交換）

年 月日 主要事象
1974

（昭49）
11.15 駐韓国連軍、「トンネル事件」公表
11.23 フォード米国大統領訪ソ、SALTⅡに関

する共同声明
12.　9 三木内閣成立、坂田長官就任

1975
（昭50）

　4.　1 昭和52年度以後の防衛力整備計画案の作
成に関する長官指示（10.29、2次指示）

　4.23 フォード米国大統領、ベトナム戦争終結
を宣言

　4.30 南ベトナム政府、無条件降伏
　8.　1 欧州安全保障・協力会議（CSCE）、最終

文書を採択（ヘルシンキ）
11.17 第1回主要国首脳会議（ランブイエ、

～11.17）、以降毎年開催
1976

（昭51）
　4.　5 中国北京市天安門広場で群集と警官隊が

衝突（第1次天安門事件）
　6.　4 第2回防衛白書「日本の防衛」発表（以

降毎年発表）
　6.　8 「核不拡散条約」、日本について発効
　7.　2 ベトナム社会主義共和国（統一ベトナム）

正式発足
　7.　8 防衛協力小委員会（SDC）設置
　8.　5 札幌高裁、長沼ナイキ訴訟判決
　8.18 板門店米軍将校殺害事件
　9.　6 ミグ25、函館空港に強行着陸
　9.15 三木改造内閣発足
10.29 「昭和52年度以降に係る防衛計画の大綱

について」国防会議・閣議決定
11.　5 「当面の防衛力整備について」、「防衛力の

整備内容のうち主要な事項の取扱いにつ
いて」国防会議・閣議決定

12.24 福田内閣成立、三原長官就任
1977

（昭52）
　2.17 水戸地裁、百里基地訴訟判決
　6.30 SEATO解体（条約は存続）
　7.　1 「海洋二法（200海里漁業水域法、領海12

海里法）」施行
　8.　1 北朝鮮、日本海及び黄海に軍事境界線を

設定
　8.10 防衛庁、有事法制研究を開始
11.28 福田改造内閣発足、金丸長官就任
12.29 F-15、P-3C導入国防会議・閣議決定

1978
（昭53）

　4.12 中国漁船団、尖閣列島周辺領海を侵犯
　8.12 「日中平和友好条約」署名（北京）
　9.21 防衛庁、有事法制研究のあり方、目的な

どを公表
11.　3 ソ連・ベトナム友好協力条約署名
11.27 （空）初の日米共同訓練（三沢東方・秋田

西方、～12.1）
11.27 78「日米防衛協力のための指針」を日米

安保協議委員会で了承、11.28国防会議で
審議のうえ、閣議で報告され了承

12.　5 ソ連・アフガニスタン友好善隣協力条約
署名

12.　7 大平内閣成立、山下長官就任
12.25 ベトナム軍、カンボジアに侵入（89.9.26

完全撤退）
1979

（昭54）
　1.　1 米中国交正常化、米、米華相互防衛条約

の1年後廃棄の通告
　1.　7 プノンペン陥落、「ヘン・サムリン政権」

樹立発表
　1.11 E-2C導入国防会議・閣議決定
　2.11 イラン・イスラム革命
　2.17 中越紛争（～3.5）
　3.26 エジプト・イスラエル平和条約署名
　6.18 SALTⅡ署名
　7.17 「中期業務見積りについて（昭和55年度

～昭和59年度）」発表
　7.25 山下長官、現職長官として初の訪韓（～7.26）
11.　9 第2次大平内閣発足、久保田長官就任
12.27 ソ連、アフガニスタン侵攻

1980
（昭55）

　2.　4 細田長官就任
　2.26 海上自衛隊、リムパックに初参加（～3.18）
　4.11 中ソ友好同盟及び相互援助条約失効
　5.18 中国、初めて南太平洋へ向けてのICBM実験
　7.17 参議院、安全保障及び沖縄・北方問題に

関する特別委員会設置
　7.17 鈴木内閣成立、大村長官就任
　8.18 要撃機のミサイル搭載を開始
　8.19 護衛艦などへの実装魚雷の搭載を発表
　8.21 ソ連原潜、沖縄本島沖で事故
　9.　3 第1回日米装備・技術定期協議（ワシン

トン、～9.4）
　9.22 イラン・イラク両国、本格的交戦状態に

入る。
1981

（昭56）
　1.　6 「北方領土の日」を2月7日に決定（閣議

了解）
　4.22 防衛庁、「有事法制の研究について」で研

究対象となる法令の区分などを公表
　7.　7 東京高裁、百里基地訴訟判決
　7.13 東京地裁八王子支部、横田基地騒音訴訟

（第1次・2次）判決
10.　1 （陸）初の日米共同訓練（通信訓練）（東

富士、～10.3）
11.30 鈴木改造内閣発足、伊藤長官就任
12.13 ポーランド、戒厳令布告、救国軍事評議

会を設置
1982

（昭57）
　2.15 （陸）初の日米共同指揮所訓練（滝ヶ原、

～2.19）
　4.　2 フォークランド紛争（～6.14）
　4.25 イスラエル、シナイ半島を全面返還
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年 月日 主要事象
1988

（昭63）
　6.　1 最高裁、自衛官合祀訴訟判決
　7.23 潜水艦・遊漁船衝突事故（横須賀沖）
　8.17 米ソ、初の地下核実験共同検証実施（ネ

バダ）
　8.20 イラン・イラク紛争、停戦成立
　8.24 田澤長官就任
　9.20 国産のT-4中等練習機初納入
10.17 米比軍事基地協定見直し交渉合意文書署名
11.29 FS-X共同開発に関する日米政府間の交換

公文及び細目取極署名
12.　7 ゴルバチョフ・ソ連書記長、国連で50万

人兵力削減などに関する演説
12.27 竹下改造内閣発足

1989
（昭64）

　1.　7 昭和天皇崩御

1989
（平元）

　2.15 ソ連軍、アフガニスタンから撤退完了
　2.24 大喪の礼
　3.　9 欧州通常戦力交渉（CFE）開始（ウィーン）
　3.　9 信頼醸成措置（CSBM）開始（ウィーン）
　3.15 東京地裁八王子支部、横田基地騒音訴訟

（第3次）判決
　3.30 新BADGEシステム運用開始
　4.　1 消費税法施行
　5.10 米ソ外相会談、STARTⅠ再開で合意成立

（モスクワ、～5.11）
　6.　3 宇野内閣成立、山崎長官就任
　6.　4 中国戒厳部隊、北京市天安門前広場など

の群集に対し発砲（第2次天安門事件）
　6.20 最高裁、百里基地訴訟判決
　6.22 横浜地裁、厚木基地土地明渡等訴訟判決
　6.24 趙紫陽中国共産党総書記解任、江沢民総

書記就任
　8.10 海部内閣成立、松本長官就任
　9.26 ベトナム、カンボジアから完全撤退
11.　9 東独、西側への自由出国許可（ベルリン

の壁の実質的崩壊）
1990

（平2）
　2.13 米ソ外相、中欧駐留米ソ兵力の上限を19

万5千人に、全欧州における米兵力を22
万5千人とすることで合意

　2.20 武器技術共同委員会「FS-X関連武器技術」
対米供与決定

　2.28 第2次海部内閣発足、石川長官就任
　3.　3 日米首脳会談（海部・G・H・Wブッシュ、

パームスプリングス、～3.4）
　5.29 那覇地裁、駐留軍用地特措法にかかる行

政処分取消訴訟判決
　6.19 日米合同委員会で、沖縄の米軍施設（23

事案）につき、返還に向けて日米双方で
所要の調整手続を進めることを確認

　6.21 安全保障関係閣僚会議の設置について日
米で原則同意

　8.　2 イラク軍、クウェートに侵攻
　8.　2 G・H・Wブッシュ米国大統領、アスペン

演説
10.　3 ドイツ統一
10.16 「国連平和協力法案」提出
10.24 ソ連、北極圏で地下核実験を実施
11.10 「国連平和協力法案」廃案
11.12 即位の礼
11.23 大嘗祭
12.20 「中期防衛力整備計画（平成3年度～平成

7年度）について」安全保障会議・閣議
決定

12.29 第2次海部改造内閣発足、池田長官就任
1991

（平3）
　1.17 「湾岸危機対策本部設置」閣議決定
　1.17 多国籍軍によるイラク及びクウェートへ

の空爆開始、「砂漠の嵐」作戦開始
　1.24 政府・湾岸地域の平和回復活動に対し90

億ドル追加支援を決定
　1.25 「湾岸危機に伴う避難民の輸送に関する暫

定措置に関する政令」閣議決定（1.29公
布施行、4.19廃止）

　3.13 金沢地裁、小松基地騒音訴訟（第1・2次）
判決

　3.31 WPO（ワルシャワ条約機構軍事機構）解体
　4.11 湾岸戦争の正式停戦発効
　4.24 「ペルシャ湾への掃海艇等の派遣につい

て」安全保障会議・閣議決定
　4.26 掃海艇など計6隻、ペルシャ湾へ出港
　6.　3 雲仙普賢岳噴火にともなう災害派遣
　7.31 米ソ首脳、STARTⅠに署名（モスクワ）
　9.　6 ソ連国家評議会、バルト3国独立を承認
　9.17 国連総会、南北朝鮮、バルト3国など7か

国の国連加盟を承認
10.　9 国連のイラク化学兵器調査団に初の自衛

官参加
11.　5 衆議院安全保障委員会設置
11.　5 宮澤内閣成立、宮下長官就任
11.26 クラーク米空軍基地、フィリピンへ正式

返還
12.　5 ウクライナ共和国最高会議、ウクライナ

独立を宣言
12.　8 ロシア、ベラルーシ、ウクライナ3共和

国首脳会談、「独立国家共同体（CIS）協
定」に署名（ブレスト、ベラルーシ）

1992
（平4）

　2.　7 EC加盟12か国、欧州連合条約（マース
トリヒト条約）調印

　2.25 中国、尖閣諸島を中国領と明記した「領
海及び接続水域法」を公布・発効

年 月日 主要事象
1995

（平7）
　6.　5 自衛隊機と韓国軍機との間の偶発事故の

防止についての書簡を日韓防衛当局間で
相互に発出

　7.28 ベトナム、ASEANに正式加盟
　8.　1 第1回KEDO総会（日米韓）開催（ニュー

ヨーク）
　8.　8 村山改造内閣発足、衛藤長官就任
　9.　4 沖縄駐留3米兵による女子児童暴行事件
　9.15 化学兵器禁止条約批准
10.27 「国際機関等に派遣される防衛庁の職員の

処遇等に関する法律」公布（96.1.1施行）
11.17 「沖縄米軍基地問題協議会の設置につい

て」閣議決定
11.19 村山内閣総理大臣・ゴア米国副大統領会

談（沖縄における施設及び区域に関する
特別行動委員会（SACO）設置につき合
意）

11.28 「平成8年度以降に係る防衛計画の大綱に
ついて」安全保障会議・閣議決定

12.14 「中期防衛力整備計画（平成8年度～平成
12年度）について」安全保障会議決定

（12.15閣議決定）
12.14 「次期支援戦闘機の整備について」安全保

障会議決定（12.15閣議了解）次期支援戦
闘機の型式「F-2」と決定

12.14 ボスニア和平協定がパリで正式調印
12.20 NATO主体のIFOR、国連保護隊に代わり

正式活動開始
12.26 東京高裁、厚木基地騒音訴訟（第1次）

差戻控訴審判決
1996

（平8）
　1.11 橋本内閣成立、臼井長官就任
　1.26 米上院、STARTⅡ批准
　1.31 国連兵力引き離し監視隊（UNDOF）へ

自衛隊の部隊などを派遣
　3.　8 中国、3.8～3.25で計3回台湾近海におい

てミサイル発射訓練、海・空軍の実弾演
習、陸海空統合演習実施

　3.23 台湾、初の総統直接選挙、李登輝総統再選
　4.12 橋本内閣総理大臣・モンデール米駐日大

使会談（普天間飛行場の5～7年以内の条
件が整った後の全部返還について合意）

　4.15 日米物品役務相互提供協定及び手続取極
署名（10.22発効）

　4.16 「沖縄県における米軍の施設・区域に関連
する問題の解決促進について」閣議決定

　4.17 日米安全保障共同宣言
　7.12 ワッセナー・アレンジメント設立総会

（ウィーン）
　7.20 国連海洋法条約、日本について発効
　7.26 海自艦艇初の訪露（ウラジオストク、

～7.30、ロシア海軍300周年記念観艦式）
　7.29 中国、地下核実験実施（45回目）同日、核

実験モラトリアム（一時休止）の実施発表
　8.28 海自艦艇初の訪韓（釜山、～9.6）
　8.28 最高裁、駐留軍用地特措法による代理署

名についての職務執行命令訴訟判決
　9.10 国連総会、包括的核実験禁止条約（CTBT）

採択
　9.18 北朝鮮の小型潜水艦、韓国東海岸で座礁、

乗員韓国領土侵入（～11.7掃討作戦完了）
　9.26 香港抗議船（保釣号）など、尖閣諸島周

辺領海に侵入
　9.27 タリバーン、アフガニスタンの首都カ

ブールを制圧、暫定政権を宣言
10.　3 ロシア・チェチェン、停戦合意
11.　7 第2次橋本内閣発足、久間長官就任
11.18 NATO、ボスニア駐留IFOR後継部隊

（SFOR）の派遣で基本合意
12.　2 SACO最終報告が日米安全保障協議委員

会で了承
12.24 「わが国の領海及び内水で潜没航行する外

国潜水艦への対処について」安全保障会
議・閣議決定

1997
（平9）

　1.　2 ロシア船ナホトカ号海難・重油流出災害
にかかる災害派遣（～3.31）

　1.20 情報本部の新設
　4.29 化学兵器禁止条約発効
　5.12 ロシア・チェチェン「平和条約」署名
　6.　9 化学兵器禁止機関（OPCW）へ自衛官を

派遣（査察局長）（～02.6）
　7.　1 香港、中国へ返還
　7.　3 在沖米海兵隊実弾演習初の本土移転射撃

（北富士、～7.9）
　7.16 北朝鮮兵士、軍事境界線（MDL）越境、

韓国軍と銃砲撃戦
　9.11 第2次橋本改造内閣発足
　9.23 97「日米防衛協力のための指針」を日米

安全保障協議委員会で了承
11.10 中露首脳会談、中露共同声明に署名（北

京）、中露東部国境の画定を宣言
12.　3 行政改革会議最終報告
12.19 「中期防衛力整備計画（平成8年度～平成

12年度）の見直しについて」安全保障会
議・閣議決定

1998
（平10）

　3.26 即応予備自衛官制度導入
　4.28 日米物品役務相互提供協定を改正する協

定の署名

年 月日 主要事象
1992

（平4）
　4.　1 政府専用機（B-747）防衛庁所属替
　4.　1 防大に初の女子学生入校
　4.27 東京地裁、厚木基地土地明渡等訴訟判決
　5.22 北朝鮮兵、韓国側非武装地帯（DMZ）に

侵入、銃撃戦
　5.23 米国とロシアなど旧ソ連4か国、START

Ⅰ議定書に署名
　5.25 北朝鮮で初のIAEA特定査察実施（～6.5）
　6.19 「国際平和協力法」公布（8.10施行）、「国

際緊急援助隊法改正」公布（6.29施行）
　8.10 「国際平和協力法」施行
　8.24 中韓両国、国交樹立
　9.17 第1次カンボジア派遣施設大隊出発開始

（～93.9.26帰国完了）
　9.19 カンボジア停戦監視要員出発（成田）
　9.30 米国、フィリピンスービック海軍基地返還
11.　9 CFE条約正式発効
11.24 米国、フィリピンキュービーポイント飛

行場返還（フィリピンからの撤退完了）
12.　3 国連安保理、ソマリアでの多国籍軍によ

る武力行使を容認する決議採択
12.12 宮澤改造内閣発足、中山長官就任
12.16 国連安保理、モザンビークに平和維持活

動を展開する決議採択
12.18 「中期防衛力整備計画（平成3年度～平成

7年度）の修正について」安全保障会議・
閣議決定

12.21 横浜地裁、厚木基地騒音訴訟（第1次）
判決

1993
（平5）

　1.　3 米露首脳会談（モスクワ）・第2次戦略兵
器削減条約（STARTⅡ）署名

　1.13 化学兵器禁止条約に日本署名
　2.25 最高裁、厚木基地騒音訴訟（第1次）判

決、横田基地騒音訴訟（第1次・2次）判
決

　3.12 北朝鮮、NPT脱退を宣言
　3.25 イージス艦「こんごう」就役
　4.　8 カンボジアで、国連ボランティア（UNV）

中田厚仁氏殉職
　5.　4 ソマリアに展開中の多国籍軍、第2次ソマ

リア国連活動（UNOSOMⅡ）に任務移行
　5.　4 カンボジアで、文民警察要員高田晴行警

視が殉職
　5.11 モザンビーク派遣輸送調整中隊、モザン

ビークへ出発開始（～95.1.8帰国完了）
　5.14 国連モザンビーク活動司令部要員、モザ

ンビークへ出発
　5.29 北朝鮮、日本海中部に向け弾道ミサイル

の発射実験実施
　6.　1 政府専用機（B-747）の本格運航にともな

い、特別航空輸送隊を新編
　6.　9 皇太子徳仁親王殿下結婚の儀
　6.11 米朝協議第1ラウンド共同声明で、北朝

鮮はNPT脱退を留保
　7.12 北海道南西沖地震災害に対する災害派遣

（～8.12）
　8.　4 ルワンダ内戦で、和平協定署名
　8.　9 細川内閣成立、中西長官就任
　9.　1 米国防省「ボトムアップ・レビュー」発表
　9.13 イスラエル・PLO、「暫定自治原則宣言」

署名
　9.23 国連安保理、国連ハイチ・ミッション

（UNMIH）を設置する決議採択
10.13 「日露海上事故防止協定」署名
11.　1 マーストリヒト条約発効・EU発足
12.　2 愛知長官就任

1994
（平6）

　2.24 那覇地裁沖縄支部、嘉手納基地騒音訴訟
（第1・2次・3次）判決

　3.23 海自に初の女子航空学生入隊
　3.24 空自に初の女子航空学生入隊
　3.30 東京高裁、横田基地騒音訴訟（第3次）

判決
　4.28 羽田内閣成立、神田長官就任
　6.　8 米国防省、核兵器など大量破壊兵器に関

する「拡散防止活動計画報告書」提出
　6.30 村山内閣成立、玉澤長官就任
　9.22 米国防省「核態勢見直し」発表
10.21 米朝協議で北朝鮮の軽水炉支援、代替エ

ネルギーの供与などを内容とする「枠組
文書」に米朝署名

12.　1 第1回アジア太平洋安全保障セミナー（防
衛研究所主催、～12.17）

12.　1 米韓連合軍司令官、平時の作戦統制権を
韓国軍に委譲

12.　5 STARTⅠ発効
12.18 ロシア、対チェチェン軍事作戦開始
12.20 初の韓国海軍練習艦隊訪日（晴海、

～12.23）
12.26 名古屋高裁金沢支部、小松基地騒音訴訟

（第1次・2次）判決
1995

（平7）
　1.17 阪神・淡路大震災にともなう災害派遣

（～4.27）
　3.　9 朝鮮半島エネルギー開発機構（KEDO）

発足
　3.20 地下鉄サリン事件にともなう災害派遣

（～3.23）
　5.11 NPT無期限延長を採択
　5.19 「沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う

特別措置に関する法律」成立（6.20施行）

年 月日 主要事象
1968

（昭43）
　1.23 北朝鮮、米海軍の情報収集艦（プエブロ

号）をだ捕
　2.26 「日米新原子力協定」署名
　5.13 第1回ベトナム和平公式会談（パリ）
　6.26 小笠原諸島復帰
　7.　1 核不拡散条約署名
　8.20 ソ連・東欧軍、チェコ・スロバキア侵入
　8.24 仏、南太平洋で初の水爆実験
11.30 第2次佐藤改造（第2次）内閣発足、有田

長官就任
1969

（昭44）
　1.10 「F-4E　104機の国産」国防会議決定、閣

議了解
　3.　2 珍宝島（ダマンスキー島）にて中・ソ武

力衝突
　4.15 北朝鮮、米大型偵察機（EC-121）を撃墜
　6.10 南ベトナム臨時革命政府樹立宣言
　7.25 ニクソン米国大統領、グアム・ドクトリ

ン（後のニクソン・ドクトリン）発表
11.21 佐藤・ニクソン共同声明（安保条約継続、

72年沖縄返還）
1970

（昭45）
　1.14 第3次佐藤内閣発足、中曽根長官就任
　1.24 WPO（ワルシャワ条約機構）統合軍結成

（7か国）
　2.　3 日本、「核不拡散条約」署名
　2.11 国産初の人工衛星打上げ成功
　3.　5 核不拡散条約発効
　3.31 「よど号」事件
　4.16 米ソ、戦略兵器制限SALTⅠ本交渉開始
　4.24 中国、初の人工衛星打上げ成功
　6.23 日米安保条約自動継続
　8.12 西独・ソ連武力不行使条約に署名
10.20 第1回防衛白書「日本の防衛」発表
11.25 三島由紀夫、陸自東部方面総監部（市ヶ

谷）で割腹自殺
1971

（昭46）
　2.11 海底軍事利用禁止条約署名
　6.17 「沖縄返還協定」署名
　6.29 沖縄防衛取極（久保・カーチス取極）署名
　7.　5 第3次佐藤改造内閣発足、増原長官就任
　7.30 全日空機、自衛隊機と衝突（雫石）
　8.　2 西村長官就任
　8.　9 ソ連・インド平和友好協力条約署名
　9.30 核戦争の危険を減少するための措置に関

する米ソ間協定署名
10.25 国連総会、中国招請、台湾追放決議
11.24 衆議院非核決議
11.27 ASEAN会議、東南アジアの中立を宣言
12.　3 第3次印・パ紛争
12.　3 江崎長官就任
12.　5 空自初の国産超音速航空機XT-2を納入

1972
（昭47）

　1.　7 佐藤・ニクソン共同声明、沖縄返還・基
地縮小で合意

　2.　8 「第4次防衛力整備5か年計画の大綱」国
防会議・閣議決定

　2.27 ニクソン米国大統領訪中、米・中共同声
明発表

　4.10 日本、「生物兵器禁止条約」署名
　4.18 「自衛隊の沖縄配備」国防会議・閣議決定
　5.15 沖縄返還
　5.26 ニクソン米国大統領訪ソ、SALTⅠ署名、

ABM制限に関する協定署名
　7.　3 印・パ平和協定署名
　7.　4 韓国・北朝鮮自主平和統一の共同声明
　7.　7 田中内閣成立、増原長官就任
　9.29 田中内閣総理大臣訪中、日中国交正常化
10.　9 「4次防策定に際しての情勢判断及び防衛

の構想」、「4次防の主要項目」、「文民統
制強化の措置」国防会議・閣議決定

12.21 東西両独基本条約署名
12.22 第2次田中内閣発足

1973
（昭48）

　1.23 第14回日米安保協議委員会、在日基地整
理統合（関東計画）に合意

　1.27 ベトナム和平協定署名（1.28停戦）
　2.　1 防衛庁「平和時の防衛力」発表
　2.21 ラオス和平協定署名
　3.29 米軍、ベトナム撤兵完了
　5.29 山中長官就任
　6.22 ブレジネフ・ソ連書記長訪米、核戦争防

止協定署名
　7.　1 自衛隊の沖縄防空任務開始
　9.　7 札幌地裁、自衛隊違憲判決（長沼判決）
　9.21 日本、北ベトナムと国交樹立
10.　6 第4次中東戦争（～10.25）
10.　8 日ソ首脳会談（モスクワ）
10.17 アラブ石油輸出国機構の10か国、石油の

供給削減決定
11.　7 パキスタン、SEATOから正式脱退
11.25 第2次田中改造内閣発足

1974
（昭49）

　1.　5 日中貿易協定署名
　1.18 イスラエル・エジプト兵力引離し協定署名
　4.20 日中航空協定署名
　4.25 防衛医科大学校開校
　5.18 インド、初の地下核実験
　7.　3 ニクソン米国大統領訪ソ、地下核実験制

限条約署名
10.　8 佐藤栄作元内閣総理大臣、ノーベル平和

賞受賞
11.11 第2次田中改造（第2次）内閣発足、宇野

長官就任
11.13 「日中海運協定」署名

年 月日 主要事象
1982

（昭57）
　5.15 「駐留軍用地特別措置法」に基づき、沖縄

所在施設・区域内の一部土地の使用を開始
　6.　6 イスラエル軍、レバノン侵攻
　6.　8 生物兵器禁止条約、日本について発効
　6.　9 CCW本体、第Ⅰ議定書、第Ⅱ議定書、第

Ⅲ議定書締結
　6.29 第1次米ソ戦略兵器削減交渉（STARTⅠ）

開始（ジュネーブ）
　7.23 「56中業」を国防会議に報告、了承
　8.17 米の台湾向け武器売却に関する米中共同

声明発表
　9.　9 最高裁、長沼ナイキ基地訴訟判決
10.12 中国、SLBMの水中発射実験に成功
10.20 横浜地裁、厚木基地騒音訴訟（第1次）

判決
11.27 中曽根内閣成立、谷川長官就任

1983
（昭58）

　1.　1 米、新統合軍（中央軍）を創設
　1.14 政府、対米武器技術供与の途を開くこと

を決定（官房長官談話）
　3.23 レーガン米国大統領、戦略防衛構想（SDI）

発表
　6.12 谷川長官、防衛庁長官として初の北方領

土視察
　9.　1 大韓航空機、樺太上空付近でソ連機に撃

墜される。
10.　9 ビルマで北朝鮮のテロ行為により韓国閣

僚ら19人死亡
10.25 米、カリブ海6か国の軍隊とともにグレ

ナダに派兵
11.　8 「日本国とアメリカ合衆国との間の相互防

衛援助協定に基づくアメリカ合衆国に対す
る武器技術の供与に関する交換公文」署名

12.12 （空）初の日米共同指揮所訓練（府中、
～12.15）

12.27 第2次中曽根内閣発足、栗原長官就任
1984

（昭59）
　1.　1 英領ブルネイ独立（1.7ASEAN加盟）
　6.11 （海）初の日米共同指揮所訓練（横須賀、

～6.15）
10.16 防衛庁、「有事法制の研究について」で今

後の研究の進め方などを公表
11.　1 第2次中曽根改造内閣発足、加藤長官就任

1985
（昭60）

　3.12 米ソ軍備管理交渉開始
　4.　2 米空軍戦闘機F-16三沢に配備開始
　6.　4 中国、解放軍の100万人削減を発表
　8.12 日航機墜落事故、災害派遣実施
　9.18 「中期防衛力整備計画」国防会議・閣議決

定、ペトリオットの導入国防会議決定・
閣議了解

12.27 対米武器技術供与実施細目取極締結
12.28 第2次中曽根改造（第2次）内閣発足

1986
（昭61）

　2.24 初の日米共同統合演習（指揮所演習）（檜
町・在日米軍司令部など、～2.28）

　4.　9 東京高裁、厚木基地騒音訴訟（第1次）
判決

　4.26 ソ連、チェルノブイリ原子力発電所事故
発生

　7.　1 「安全保障会議設置法」施行
　7.22 第3次中曽根内閣発足、栗原長官就任
　8.10 米豪安保協議（サンフランシスコ、～8.11）、

米国はニュージーランドに対するANZUS
条約上の義務の履行停止を発表

　8.15 日・米・ソ、ホットライン運用開始
　9.　5 対米武器技術供与第1号政府決定
　9.22 欧州軍縮会議（CDE）、最終文書を採択

（ストックホルム）
10.15 ソ連、アフガニスタン駐留ソ連軍の一部

撤退を発表
10.27 初の日米共同統合演習（実動演習）（本州

東方・南方など、～10.31）
1987

（昭62）
　1.24 「今後の防衛力整備について」安全保障会

議・閣議決定
　1.30 「在日米軍駐留経費負担にかかる特別協

定」署名（6.1発効）
　5.27 警視庁、東芝機械社員2名を戦略物資輸

出調整委員会（ココム）規制違反不正輸
出事件で外為法違反で逮捕

　5.29 栗原長官、現職長官として初の訪中（～6.4）
　7.15 東京高裁、横田基地騒音訴訟（第1次・2

次）判決
　7.20 国連安保理、イラン・イラク紛争停戦決

議（598号）採択
　8.26 「国際緊急援助隊派遣法」成立
10.　6 第1回日米ココム協議（東京、～10.7）
10.21 F-1の後継機に関する検討結果を決定、公表
11.　6 竹下内閣成立、瓦長官就任
11.29 大韓航空機、ベンガル湾上空を飛行中に

北朝鮮のテロ行為により爆破
12.　8 INF条約署名
12.18 「洋上防空体制の在り方に関する検討」安

全保障会議了承
1988

（昭63）
　3.　2 「在日米軍駐留経費負担にかかる特別協定

の改正議定書」署名（6.1発効）
　3.14 中国・ベトナム、南沙群島周辺海域で武

力衝突
　4.12 「日米相互防衛援助協定に基づく日本国に

対する一定の防衛分野における技術上の
知識の供与に関する交換公文」署名

　5.29 米ソ首脳会談（モスクワ、～6.1、INF条
約批准書交換）

年 月日 主要事象
1974

（昭49）
11.15 駐韓国連軍、「トンネル事件」公表
11.23 フォード米国大統領訪ソ、SALTⅡに関

する共同声明
12.　9 三木内閣成立、坂田長官就任

1975
（昭50）

　4.　1 昭和52年度以後の防衛力整備計画案の作
成に関する長官指示（10.29、2次指示）

　4.23 フォード米国大統領、ベトナム戦争終結
を宣言

　4.30 南ベトナム政府、無条件降伏
　8.　1 欧州安全保障・協力会議（CSCE）、最終

文書を採択（ヘルシンキ）
11.17 第1回主要国首脳会議（ランブイエ、

～11.17）、以降毎年開催
1976

（昭51）
　4.　5 中国北京市天安門広場で群集と警官隊が

衝突（第1次天安門事件）
　6.　4 第2回防衛白書「日本の防衛」発表（以

降毎年発表）
　6.　8 「核不拡散条約」、日本について発効
　7.　2 ベトナム社会主義共和国（統一ベトナム）

正式発足
　7.　8 防衛協力小委員会（SDC）設置
　8.　5 札幌高裁、長沼ナイキ訴訟判決
　8.18 板門店米軍将校殺害事件
　9.　6 ミグ25、函館空港に強行着陸
　9.15 三木改造内閣発足
10.29 「昭和52年度以降に係る防衛計画の大綱

について」国防会議・閣議決定
11.　5 「当面の防衛力整備について」、「防衛力の

整備内容のうち主要な事項の取扱いにつ
いて」国防会議・閣議決定

12.24 福田内閣成立、三原長官就任
1977

（昭52）
　2.17 水戸地裁、百里基地訴訟判決
　6.30 SEATO解体（条約は存続）
　7.　1 「海洋二法（200海里漁業水域法、領海12

海里法）」施行
　8.　1 北朝鮮、日本海及び黄海に軍事境界線を

設定
　8.10 防衛庁、有事法制研究を開始
11.28 福田改造内閣発足、金丸長官就任
12.29 F-15、P-3C導入国防会議・閣議決定

1978
（昭53）

　4.12 中国漁船団、尖閣列島周辺領海を侵犯
　8.12 「日中平和友好条約」署名（北京）
　9.21 防衛庁、有事法制研究のあり方、目的な

どを公表
11.　3 ソ連・ベトナム友好協力条約署名
11.27 （空）初の日米共同訓練（三沢東方・秋田

西方、～12.1）
11.27 78「日米防衛協力のための指針」を日米

安保協議委員会で了承、11.28国防会議で
審議のうえ、閣議で報告され了承

12.　5 ソ連・アフガニスタン友好善隣協力条約
署名

12.　7 大平内閣成立、山下長官就任
12.25 ベトナム軍、カンボジアに侵入（89.9.26

完全撤退）
1979

（昭54）
　1.　1 米中国交正常化、米、米華相互防衛条約

の1年後廃棄の通告
　1.　7 プノンペン陥落、「ヘン・サムリン政権」

樹立発表
　1.11 E-2C導入国防会議・閣議決定
　2.11 イラン・イスラム革命
　2.17 中越紛争（～3.5）
　3.26 エジプト・イスラエル平和条約署名
　6.18 SALTⅡ署名
　7.17 「中期業務見積りについて（昭和55年度

～昭和59年度）」発表
　7.25 山下長官、現職長官として初の訪韓（～7.26）
11.　9 第2次大平内閣発足、久保田長官就任
12.27 ソ連、アフガニスタン侵攻

1980
（昭55）

　2.　4 細田長官就任
　2.26 海上自衛隊、リムパックに初参加（～3.18）
　4.11 中ソ友好同盟及び相互援助条約失効
　5.18 中国、初めて南太平洋へ向けてのICBM実験
　7.17 参議院、安全保障及び沖縄・北方問題に

関する特別委員会設置
　7.17 鈴木内閣成立、大村長官就任
　8.18 要撃機のミサイル搭載を開始
　8.19 護衛艦などへの実装魚雷の搭載を発表
　8.21 ソ連原潜、沖縄本島沖で事故
　9.　3 第1回日米装備・技術定期協議（ワシン

トン、～9.4）
　9.22 イラン・イラク両国、本格的交戦状態に

入る。
1981

（昭56）
　1.　6 「北方領土の日」を2月7日に決定（閣議

了解）
　4.22 防衛庁、「有事法制の研究について」で研

究対象となる法令の区分などを公表
　7.　7 東京高裁、百里基地訴訟判決
　7.13 東京地裁八王子支部、横田基地騒音訴訟

（第1次・2次）判決
10.　1 （陸）初の日米共同訓練（通信訓練）（東

富士、～10.3）
11.30 鈴木改造内閣発足、伊藤長官就任
12.13 ポーランド、戒厳令布告、救国軍事評議

会を設置
1982

（昭57）
　2.15 （陸）初の日米共同指揮所訓練（滝ヶ原、

～2.19）
　4.　2 フォークランド紛争（～6.14）
　4.25 イスラエル、シナイ半島を全面返還
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年 月日 主要事象
2005

（平17）
　1.　4 2004.12.26に発生したインドネシア・ス

マトラ島沖大規模震災及びインド洋津波
被害に際し、国際緊急援助隊活動のため
自衛隊部隊を派遣（～3.23帰国完了）

　1.19 政府、領水内潜没潜水艦に関する対処方
針を新たに策定

　2.10 北朝鮮外務省「核兵器製造」などを内容
とする声明発表（5.11、8,000本の使用済
み核燃料棒取出し発表）

　2.17 那覇地裁沖縄支部、嘉手納基地騒音訴訟
（第4次）判決

　2.19 日米安全保障協議委員会（「2+2」、ワシ
ントンD.C.）日米共通の戦略目標を確認

　3.　8 朝日新聞機が無許可で竹島に接近したと
して、韓国政府抗議

　3.14 中国全人代「反国家分裂法」採択
　3.14 マラッカ海峡で日本の船舶が襲撃を受け、

乗員3人拉致（3.20解放）
　3.16 島根県「竹島の日」制定
　3.25 国民保護基本方針、閣議決定
　4.25 JR西日本福知山線列車事故にともなう災

害派遣
　7.14 経済産業相が帝国石油に東シナ海のガス

田の試掘権を許可すると表明
　8.　5 カムチャツカ沖のロシア海軍小型潜水艇

事故に際して、国際緊急援助活動のため、
海自艦艇派遣（～8.10帰国完了）

　9.　9 初の中露合同軍事演習「平和の使命2005」
（～8.25）

　9.　9 東シナ海の日中中間線付近の「樫」ガス
田周辺海域で、中国海軍の駆逐艦など5
隻が航行

　9.21 第3次小泉内閣発足
10.12 パキスタンなど大地震被害に際し、国際

緊急援助活動のため自衛隊部隊を派遣
（～12.2帰国完了）

10.20 陸自と北海道警がテロに備え、初の共同
実動訓練実施

10.29 日米安全保障協議委員会（「2+2」、ワシ
ントンD.C.）「日米同盟：未来のための変
革と再編」共同発表

10.31 第3次小泉改造内閣発足、額賀長官就任
10.31 テロ対策特措法一部改正案施行（有効期

間1年間延長）
11.11 「平成17年10月29日に実施された日米安全保

障協議委員会において承認された事項に関す
る当面の政府の取組について」閣議決定

11.27 福井県で国民保護法に基づく初の実動訓練
11.30 東京高裁、横田基地騒音訴訟（第5次・6

次・7次）判決
12.14 第1回東アジア首脳会議開催（クアラル

ンプール）
12.16 国連総会、北朝鮮の人権状況を非難する

決議案を採択
12.24 「弾道ミサイル防衛用能力向上方迎撃ミサ

イルに関する日米共同開発について」安
全保障会議及び閣議決定

2006
（平18）

　1.10 イラン、ウラン濃縮実験を開始
　2.　4 拉致問題、国交正常化、核・ミサイル問

題を議題とする日朝交渉開始（～2.6）
　3.　6 日中政府間協議で、中国が東シナ海ガス

田の共同開発を提案（～3.7）
　3.27 防衛庁設置法などの一部改正法（弾道ミ

サイル等に対する破壊措置を規定、統合
幕僚監部発足。自衛隊は統合運用体制に
移行）施行

　4.23 在日米軍再編にともなう在沖米海兵隊の
グアム移転経費の負担について日米合意

　5.　1 日米安全保障協議委員会（「2+2」、ワシ
ントンD.C.）「再編の実施のための日米
ロードマップ」発表

　5.11 沖縄県知事と防衛庁長官との間で在日米
軍再編に関する基本確認書に調印

　5.29 オーストラリアへP-3C初訪問
　6.　1 5.27に発生したインドネシア・ジャワ島

中部地震に際し、国際緊急援助活動のた
め自衛隊部隊を派遣（～6.22）

　6.20 政府、陸自イラク派遣部隊の活動終結決
定。空自部隊は国連及び多国籍軍への支
援継続

　6.23 対米武器・武器技術供与取決極署名
　6.29 日米首脳会談、共同文書「新世紀の日米

同盟」発表
　7.　5 北朝鮮、日本海に向け計7発の弾道ミサ

イル発射
　7.13 東京高裁、厚木基地騒音訴訟（第3次・4

次・5次）判決
　7.31 防衛庁設置法等の一部改正法の一部（施

設行政にかかる内部組織の機能強化、装
備本部の新設、地方連絡部の地方協力本
部への改編など）施行

　8.16 日本漁船がロシア警備艇に銃撃され1人
が死亡。政府、ロシアに厳重抗議

　8.29 米海軍、横須賀海軍施設にSM-3を搭載
したイージス艦を展開

　8.29 「普天間飛行場の移設に係る措置に関する
協議会」設置・初会合

　9.26 安倍内閣成立、久間長官就任
10.　9 北朝鮮、地下核実験実施発表

年 月日 主要事象
2008

（平20）
　9.25 中国の有人宇宙船「神舟7号」打ち上げ。

初の船外活動成功
10.　3 米国防長官、PAC-3、AH-64D攻撃ヘリな

どの台湾への売却を議会に通知
10.10 米国、北朝鮮のテロ支援国家指定解除
10.19 中国海軍戦闘艦艇として初めて駆逐艦な

ど4隻が津軽海峡通過
10.22 日印首脳会談「日印戦略的グローバル・

パートナーシップの前進に関する共同声明」
「安全保障協力に関する共同声明」署名

10.24 国連スーダンミッション（UNMIS）へ自
衛官派遣（～11.9.30）

11.　2 中国艦艇4隻が沖縄本島・宮古島間を初
めて通過し、太平洋へ進出

12.　2 ソマリア沖の海賊対策に関する国連安保
理決議第1846号採択

12.20 「中期防衛力整備計画（平成17年度～平
成21年度）の見直しについて」安全保障
会議・閣議決定

12.23 イラク復興支援特措法に基づく空自派遣
輸送航空隊帰国

12.26 中国海軍第1次アデン湾派遣部隊（駆逐
艦など3隻）出発

2009
（平21）

　1.　8 空自F-15（百里）、沖縄配備
　1.15 防衛省「宇宙開発利用に関する基本方針

について」決定
　2.10 イラク復興支援派遣撤収業務隊による撤

収業務の終結に関する命令発出
　2.17 「在沖米海兵隊のグアム移転にかかる協

定」署名
　2.27 福岡高裁那覇支部、嘉手納基地騒音訴訟

（第4次）判決
　3.13 海賊対処法案閣議決定
　3.13 ソマリア沖・アデン湾における海賊対処

のため、海上における警備行動に関する
自衛隊行動命令発令

　3.14 ソマリア沖・アデン湾における海賊から
日本関係船舶を保護するため海自の艦船
2隻を派遣

　3.27 弾道ミサイル等に対する破壊措置の実施
に関する自衛隊行動命令発令（～4.6）

　3.30 海賊対処のため、海自艦艇による護衛任
務を開始

　4.　3 中曽根外務大臣、ジブチとの間で地位協
定署名

　4.　5 北朝鮮、わが国上空を越える弾道ミサイ
ルを発射

　4.10 最高裁、横田基地騒音訴訟（第4次・8次）
判決

　5.　4 第1回ARF災害救援実動演習（フィリピン）
　5.15 ソマリア沖・アデン湾における海賊対処

のためジブチへのP-3C派遣命令
　5.19 「在沖米海兵隊のグアム移転にかかる協

定」発効
　5.25 北朝鮮、2回目の地下核実験実施発表
　6.　2 宇宙基本計画決定
　7.　4 北朝鮮、日本海に向けて計7発の弾道ミ

サイル発射
　7.14 クラスター弾に関する条約批准
　7.17 クラスター弾などの製造の禁止及び所持

の規制などに関する法律公布
　7.24 海賊対処法施行、海賊対処行動命令発令
　7.31 米軍以外の多国籍軍のイラク撤退完了
　8.　1 防衛省設置法などの一部改正法の一部

（防衛会議及び防衛大臣補佐官の新設、防
衛参事官制度の廃止など）施行

　9.16 鳩山内閣成立、北澤防衛大臣就任
10.　5 インドネシア・パダン沖地震に対する国

際緊急援助隊派遣（～10.17）
10.27 関門海峡において護衛艦と韓国籍貨物船

が衝突
11.10 黄海で、北朝鮮艦艇と韓国艦艇が銃撃戦
11.23 海賊対処行動部隊、IMO勇敢賞受賞
12.　1 リスボン条約発効
12.　3 東京高裁、イージス情報流出事案で海自

3佐の控訴棄却（上告）
12.　5 STARTⅠ失効
12.17 「平成22年度の防衛力整備等について」

安全保障会議・閣議決定
2010

（平22）
　1.11 中国、ミサイル迎撃実験実施を発表
　1.17 ハイチで発生した地震に対する国際緊急

援助隊派遣（～2.14活動終了）
　1.19 日米安保締結50周年に当たっての「2+2」

共同発表
　1.29 ロシア第5世代戦闘機PAKFA初試験飛行
　2.　5 国連ハイチ安定化ミッション

（MINUSTAH）へ自衛隊部隊の派遣決定
（2.6展開開始）（13.1.25活動終了）

　2.27 米国「4年毎の国防計画の見直し」（QDR）
及び「弾道ミサイル防衛見直し」（BMDR）
公表

　3.　7 ロシア新軍事ドクトリン発表
　3.11 空自百里基地、滑走路民間共用開始
　3.26 北朝鮮潜水艦艇による魚雷攻撃によって

韓国海軍哨戒艦「天安」黄海で沈没
　3.26 防衛省設置法などの一部改正法（第15旅

団の新編、少年工科学校の改編など）施行
　4.　1 防衛省設置法等の一部改正法の一部（陸上

自衛隊の学校の生徒の身分の新設）施行

年 月日 主要事象
2006

（平18）
10.13 北朝鮮の核実験実施発表に対し、制裁措

置を発動
12.19 国連総会、北朝鮮による外国人拉致を非

難する決議案を採択
2007

（平19）
　1.　9 防衛庁設置法等の一部改正法（防衛庁の

防衛省への移行、国際平和協力活動など
の本来任務化など）施行

　1.　9 久間防衛大臣就任
　1.12 中国、衛星破壊実験実施
　2.13 第5回六者会合、北朝鮮が全核施設を無

力化することで合意
　3.　5 米軍再編にかかる初の航空機訓練移転

（築城、～3.8）
　3.13 ハワード豪首相来日、安全保障協力に関

する日豪共同宣言発表
　3.23 弾道ミサイル等に対する破壊措置に関す

る緊急対処要領作成
　3.28 陸自中央即応集団の新編
　3.30 空自入間基地に初のペトリオット（PAC-3）

配備
　3.30 国連ネパール政治ミッション（UNMIN）

へ軍事監視要員として自衛官を派遣
（～11.1.18）

　4.16 初の日米印共同3国間訓練（海自・米印
海軍間）

　4.16 名古屋高裁金沢支部、小松基地騒音訴訟
（第3次・4次）判決

　5.　1 日米安全保障協議委員会（「2+2」、ワシ
ントンD.C.）「同盟の変革：日米の安全保
障及び防衛協力の進展」発表

　5.18 横田ラプコン施設での空自管制官の併置
開始

　5.29 最高裁、横田基地騒音訴訟（第5次・6
次・7次）判決

　6.　1 防衛省設置法及び自衛隊法の一部改正法
（防衛施設庁の廃止・統合、防衛監察本
部、地方防衛局の新設、陸海空自の共同
の部隊など）の成立

　7.　4 小池防衛大臣就任
　7.20 「海洋基本法」施行
　8.10 「日米軍事情報包括保護協定」署名・発効
　8.27 安倍改造内閣発足、高村防衛大臣就任
　8.29 「駐留軍等再編特別措置法」施行
　9.　1 地方協力局、装備施設本部、防衛監察本

部、地方防衛局の新設
　9.26 福田内閣成立、石破防衛大臣就任
10.　3 六者会合の合意文書「共同声明の実施の

ための第二段階の措置」発表
10.17 初の日米豪3か国共同訓練（海自、米海

軍、豪空軍間）
11.　1 テロ対策特措法に基づく対応措置の終結

に関する命令発出
11.16 防衛省改革会議設置
11.28 中国海軍艦艇の初訪日（～12.1）
12.18 ハワイ沖でイージス艦「こんごう」SM-3

発射試験（標的に命中）
12.19 在日米軍再編にともない、米陸軍第1軍

団新司令部の前方司令部が在日米陸軍
キャンプ座間に発足

12.24 「次期固定翼哨戒機の整備について」「平
成20年度における防衛力整備内容のうち
主要な事項について」

12.24 「弾道ミサイル等に対する破壊措置に関す
る緊急対処要領の変更について」閣議決定

2008
（平20）

　1.16 補給支援特措法施行（1.24、25インド洋
に向け部隊出港）

　1.25 「在日米軍駐留経費負担にかかる新協定」
署名

　2.19 イージス艦と漁船との衝突事故
　2.20 米海軍イージス艦、制御不能衛星を、

SM-3による大気圏外での撃墜に成功
　2.21 補給支援特措法に基づき、インド洋にお

いて海自補給艦が洋上給油再開
（～10.1.15）

　3.18 「海洋基本計画」閣議決定
　3.26 防衛省設置法などの一部改正法（自衛隊

指揮通信システム隊の新編など）施行
　4.24 米国政府、北朝鮮の支援のもと、シリア

が建設し、イスラエルの空爆で破壊され
たという核施設について公表

　6.24 海自艦艇の初訪中（～6.28）
　6.26 日中両政府、東シナ海の天然ガス田を共

同開発することで合意
　6.26 那覇地裁沖縄支部、普天間基地騒音訴訟

（第1次・2次）判決
　7.　7 G8北海道洞爺湖サミット（～7.9）
　7.15 防衛省改革会議、報告書公表
　7.17 東京高裁、横田基地騒音訴訟（第4次・8

次）判決
　8.　2 福田改造内閣発足、林防衛大臣就任
　8.　8 グルジア軍と南オセチア軍との軍事衝突

にロシア軍が介入
　8.10 中国、新疆ウイグル自治区で武装グルー

プが公安施設などを襲撃
　8.29 海自次期固定翼哨戒機XP-1試作1号機受

領
　9.24 麻生内閣成立、浜田防衛大臣就任
　9.25 米原子力空母「ジョージ・ワシントン」

横須賀初入港

年 月日 主要事象
1998

（平10）
　5.11 インド地下核実験（5.13にも実施）
　5.22 福岡高裁那覇支部、嘉手納基地騒音訴訟

（第1次・2次・3次）判決
　5.28 パキスタン地下核実験（5.30にも実施）
　6.　6 国連安保理、印パ核実験非難決議採択
　6.12 「中央省庁等改革基本法」公布・施行
　6.12 「国連平和維持活動等に対する協力に関す

る法律の一部を改正する法律」公布、施
行（武器使用にかかる部分は7.12施行）

　6.22 北朝鮮潜水艦、韓国東岸に侵入、韓国軍
がこれを拿捕

　7.27 中国、初の総合的な国防白書「中国の国
防」発表

　7.29 海・空自とロシア海軍との捜索救難共同
訓練（初の本格的日露共同訓練）

　7.30 小渕内閣成立、額賀長官就任
　8.31 北朝鮮、わが国上空を越える弾道ミサイ

ル発射
　9.　1 日朝交渉当面凍結
　9.　2 北朝鮮に追加制裁（チャーター便不可）
　9.24 日韓漁業協定決着（竹島問題棚上げ）
　9.30 「対人地雷禁止条約」締結
10.21 KEDO署名
11.14 初の国際緊急援助活動のため、陸自のホ

ンジュラス派遣部隊出発（現地活動
11.18～12.1、12.5帰国）

11.15 硫黄島にて3自衛隊初の統合演習（2,400
人規模）

11.20 野呂田長官就任
12.17 米英両軍、イラクに対しUNSCOM査察

協力拒否への制裁措置として「砂漠の狐
作戦」開始（～12.20）

12.22 情報収集衛星の導入について閣議決定
12.22 安波訓練場返還（SACO事案では初）
12.25 「弾道ミサイル防衛にかかる日米共同技術

研究について」安全保障会議了承
1999

（平11）
　1.14 小渕改造内閣発足
　3.23 能登半島沖不審船事案（3.24海上警備行

動発令）
　3.29 陸自、初の旅団を創設
　4.　1 情報収集衛星推進委員会設置（内閣）
　5.24 「日米物品役務相互提供協定」を改正する

協定（周辺事態へ対応する活動に関する
協力の追加）国会承認（9.25発効）

　5.28 「周辺事態安全確保法」公布（8.25施行）、
「自衛隊法の一部を改正する法律」公布・
施行

　6.15 北方限界線を越境した北朝鮮警備艇と韓
国側警備艇との間で銃撃事件

　7.23 東京高裁、厚木基地騒音訴訟（第2次）
判決

　8.　5 海自と韓国海軍との初の捜索救難共同訓
練（九州西方海域）

　8.25 「周辺事態安全確保法」施行
　9.　2 北朝鮮、黃海での北方限界線の無効と新

たな海上軍事分界線の設定を宣言
　9.23 トルコ共和国における国際緊急救助活動

に必要な物資の輸送を実施するため自衛
隊を派遣（～11.22）

　9.29 ロシア軍部隊、チェチェン共和国進攻
　9.30 東海村ウラン加工施設における事故にか

かる災害派遣（～10.3）
10.　5 第2次小渕内閣発足、瓦長官就任
11.22 東ティモール避難民救援のため、インド

ネシアに自衛隊を派遣（～00.2.8）
11.22 沖縄県知事、普天間飛行場の移設候補地

を表明
12.17 国連安保理、イラク問題に関する包括的

決議案を採択、UNSCOMに代えて
UNMOVIC設置

12.20 マカオ、中国に返還
12.27 海上保安庁との間で「不審船にかかる共

同対処マニュアル」策定
12.27 名護市長、普天間飛行場の代替施設受入

表明
12.28 「普天間飛行場の移設に係る政府方針」閣

議決定
2000

（平12）
　1.17 対人地雷廃棄開始
　2.16 参議院の憲法調査会初会合（2.17、衆議院）
　4.　1 「自衛隊員倫理法」施行
　4.　5 森内閣成立
　4.14 ロシア下院、STARTⅡ批准
　5.　7 プーチン・ロシア大統領代行、正式に大

統領就任
　5.　8 防衛庁、市ヶ谷庁舎へ移転
　6.16 原子力災害特別措置法（原子力災害派遣

の創設）施行
　7.　4 第2次森内閣発足、虎島長官就任
　7.21 九州・沖縄サミット首脳会合（～7.23）
　8.25 普天間飛行場の移設にかかる「代替施設

協議会」設置
　9.13 中国遺棄化学兵器の発掘・回収事業への

初の自衛官派遣
11.20 共産党第22回党大会において「自衛隊の

容認」決定
12.　5 第2次森改造内閣発足、斉藤長官就任
12.15 「中期防衛力整備計画（平成13年度～17年

度）について」安全保障会議・閣議決定

年 月日 主要事象
2002

（平14）
12.16 テロ対策特措法に基づく実施要領の変更

（12.5）を受け、イージス艦「きりしま」
横須賀出港

12.17 米ミサイル防衛配備発表（地上配備型迎
撃ミサイル、海上配備型迎撃ミサイル、
PAC-3）

2003
（平15）

　1.10 北朝鮮、NPT脱退宣言
　1.24 米国土安全保障省発足
　1.28 普天間飛行場の移設にかかる「代替施設

建設協議会」設置
　2.　8 対人地雷の廃棄完了（例外保有を除く）
　3.20 米英軍など、対イラク軍事行動開始
　3.27 「防衛庁設置法など一部改正法」（自衛官の

定数及び即応予備自衛官の員数変更）施行
　3.30 イラク難民救援国際平和協力業務実施

（イラク難民救援空輸隊、4.2に帰着）
　5.　1 G・W・ブッシュ米国大統領、イラク及

びアフガニスタンにおける主要な戦闘の
終結宣言

　5.13 東京地裁八王子支部、横田基地騒音訴訟
（第4次・8次）判決

　5.31 G・W・ブッシュ米国大統領、拡散に対
する安全保障構想（PSI）初提唱

　6.　1 米露首脳会談、米露戦略攻撃能力削減条
約発効

　6.　6 「武力攻撃事態対処関連3法」、参議院本
会議で可決成立

　7.17 イラク被災民救援国際平和協力業務の実施
（イラク被災民救援空輸隊、8.18総員帰国）

　7.26 「イラク人道復興支援特措法」、参議院本
会議で可決成立

　8.27 第1回六者会合（北京、～8.29）
　9.12 PSI初の合同演習、豪北東サンゴ海で実

施（～9.14）
　9.22 小泉改造（第2次）内閣発足
　9.30 「危険業務従事者叙勲」新設を閣議決定

（03.11.3　元自衛官に初の危険業務従事者
叙勲）

10.　7 日中韓首脳会談による初の共同宣言に署名
10.10 テロ対策特措法の効力を2年延長
10.15 中国、初の有人宇宙船「神舟5号」打ち

上げ
11.19 第2次小泉内閣発足
11.29 イラク中部で奥大使と井ノ上書記官が銃

撃され死亡
12.18 イランがIAEA協定に調印
12.19 リビア、大量破壊兵器計画の廃棄表明
12.19 弾道ミサイル防衛システムの導入、政府

決定（安全保障会議・閣議決定）
12.30 イラン大地震に際し、国際緊急援助法に

基づく援助物資の空輸（04.1.1～1.2）
2004

（平16）
　1.22 空自派遣輸空隊本隊、クウェートへ出発
　2.　3 第1次イラク復興支援群出発
　2.　9 イラクに関する対応措置実施、国会承認
　2.　9 海自派遣海上輸送部隊、クウェートへ出

発（～4.8帰国）
　3.　4 鳥インフルエンザにかかる初の災害派遣

（京都府丹波町、～3.11）
　3.26 弾道ミサイル防衛システムの導入、国会

で決定（平成16年度予算案参院本会議で
可決成立）

　4.15 初の在外邦人等輸送として、イラクから
クウェートへ邦人10名を輸送

　4.15 防衛庁・自衛隊50周年記念式典
　4.28 国連安保理、大量破壊兵器の不拡散決議

1540を全会一致で採択
　5.22 日朝首脳会談（平壌）。拉致被害者の家族

5人帰国
　6.　1 国連安保理、イラク復興に関する決議

1546を全会一致で採択
　6.14 「事態対処法制関連7法」、参議院本会議

で可決成立及び3条約の締結承認
　6.14 特定船舶入港禁止特措法成立
　6.18 イラク主権回復後の自衛隊の人道復興支

援活動について閣議了解（多国籍軍への
参加）

　6.28 イラク暫定政府に統治権限移譲
　8.13 沖縄県宜野湾市の大学構内に米軍ヘリ墜

落
　9.27 第2次小泉改造内閣発足、大野長官就任
10.25 初のわが国主催のPSI海上阻止訓練（相

模湾沖合及び横須賀港内、～10.27）
11.10 中国原子力潜水艦によるわが国領海内の

潜水航行事案。海上警備行動発令
（～11.12）

11.16 中国外交部副部長、原子力潜水艦による
領海内の潜水航行事案に関し、遺憾の意
を表明

12.10 「平成17年度以降に係る防衛計画の大綱
について」及び「中期防衛力整備計画

（平成17年度～平成21年度）について」
安全保障会議、閣議決定

12.28 インドネシア・スマトラ島沖大規模地震
及びインド洋津波被害に際して、国際緊
急援助活動を実施するため、タイ・プー
ケット島沖へ海自艦艇を派遣（～05.1.1）

年 月日 主要事象
2001

（平13）
　2.　5 1.26のインド西部での大地震に対し、イ

ンドにおける国際緊急援助活動に自衛隊
部隊を派遣（～2.11）

　2.　9 UNMOVICに要員派遣（～05.3）
　2.10 えひめ丸米潜水艦衝突事故
　3.　1 「船舶検査活動法」施行
　3.　7 在日ロシア大使館付武官に秘密文書を漏

洩した元海上自衛官に実刑判決
　4.　1 「情報公開法」施行
　4.　1 米中軍用機接触事故
　4.26 小泉内閣成立、中谷長官就任
　6.15 「上海協力機構」創設
　8.　8 「えひめ丸」引揚げ協力のための潜水艦救

難艦「ちはや」に関する災害派遣（12.16
帰港）

　9.11 米国同時多発テロ
　9.12 米国同時多発テロに対し、国連安保理非

難決議
　9.19 米国同時多発テロを受け、小泉内閣総理

大臣、当面の措置発表
10.　2 NATO、米国同時多発テロに対し、北大

西洋条約第5条（集団防衛条項）の適用
決定

10.　6 アフガニスタン難民救援国際平和協力業
務実施（～10.12）

10.　7 米英軍、アフガニスタン攻撃開始（10.19、
米軍、特殊部隊投入、初の地上戦）

10.　8 政府、緊急テロ対策本部設置、第1回会
議において「緊急対応措置」決定

10.29 「テロ対策特措法」など、参議院本会議で
可決成立

11.　2 「テロ対策特措法」「自衛隊法の一部を改
正する法律」公布・施行（秘密保全のた
めの罰則強化は02.11.1施行）

11.25 テロ対策特措法に基づき、海自の補給艦、
掃海母艦、護衛艦が協力支援活動など実
施のため出港

11.27 朝鮮半島非武装地帯（DMZ）において銃
撃事件

12.　5 米露、STARTⅠの履行を完了
12.20 国連安保理、国際治安支援部隊（ISAF）

を設立する決議採択
12.22 アフガニスタン暫定統治機構発足、ハミ

ド・カルザイ氏が議長就任
12.22 九州南西海域不審船事案
12.29 ロシア、キューバ基地より撤兵完了

2002
（平14）

　1.29 G・W・ブッシュ米国大統領、一般教書
演説「悪の枢軸」発言

　2.15 東ティモール国際協力業務実施計画など
閣議決定

　3.　2 東ティモール派遣施設群（680名）の派
遣開始（～04.6.25）

　3.　6 金沢地裁、小松基地騒音訴訟（第3次・4
次）判決

　3.27 予備自衛官補制度導入
　4.22 第2回西太平洋潜水艦救難訓練（わが国

が主催した初の多国間共同訓練、～5.2）
　5.　4 ロシア、カムラン湾軍事基地のベトナム

返還完了
　5.20 東ティモール民主共和国独立、UNTAET

からUNMISETへ移行
　5.24 米露戦略攻撃能力削減条約調印
　5.30 東京地裁八王子支部、横田基地騒音訴訟

（第5次・6次・7次）判決
　6.13 米国、ABM条約から脱退
　6.29 北方限界線を越境した北朝鮮警備艇と韓

国側警備艇との間で銃撃戦
　7.16 米国政府「国土安全保障のための国家戦

略」発表
　7.29 「普天間飛行場代替施設の基本計画」決定
　9.　4 日本海中部事案（不審船の疑いのある船

舶への対応）
　9.17 日朝首脳会談、金総書記が拉致認め謝罪
　9.20 米国政府、「国家安全保障戦略」発表
　9.30 小泉改造内閣発足、石破長官就任
10.　1 化学兵器禁止機関（OPCW）要員派遣

（運用・計画部長）（～07.6）
10.13 わが国で初の国際観艦式開催（東京湾）
10.15 拉致被害者5人が帰国
10.16 米政府、北朝鮮がケリー国務次官補訪朝

時、核兵器用ウラン濃縮計画を認めたと
の声明を発表

10.16 横浜地裁、厚木基地騒音訴訟（第3次・4
次・5次）判決

10.31 福岡高裁那覇支部、楚辺通信所にかかる
土地明渡訴訟判決

11.　1 秘密保全のための罰則強化（防衛秘密）
導入

11.14 KEDO理事会、12月からの北朝鮮への重
油提供の凍結決定

11.18 初の北海道における自衛隊と警察の共同
図上訓練

11.21 NATOプラハ首脳会談、中東欧7か国の
新規加盟決定

12.　2 国連PKO局に初の自衛官派遣
12.12 北朝鮮、核関連施設の再稼動と建設再開

を発表
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年 月日 主要事象
2005

（平17）
　1.　4 2004.12.26に発生したインドネシア・ス

マトラ島沖大規模震災及びインド洋津波
被害に際し、国際緊急援助隊活動のため
自衛隊部隊を派遣（～3.23帰国完了）

　1.19 政府、領水内潜没潜水艦に関する対処方
針を新たに策定

　2.10 北朝鮮外務省「核兵器製造」などを内容
とする声明発表（5.11、8,000本の使用済
み核燃料棒取出し発表）

　2.17 那覇地裁沖縄支部、嘉手納基地騒音訴訟
（第4次）判決

　2.19 日米安全保障協議委員会（「2+2」、ワシ
ントンD.C.）日米共通の戦略目標を確認

　3.　8 朝日新聞機が無許可で竹島に接近したと
して、韓国政府抗議

　3.14 中国全人代「反国家分裂法」採択
　3.14 マラッカ海峡で日本の船舶が襲撃を受け、

乗員3人拉致（3.20解放）
　3.16 島根県「竹島の日」制定
　3.25 国民保護基本方針、閣議決定
　4.25 JR西日本福知山線列車事故にともなう災

害派遣
　7.14 経済産業相が帝国石油に東シナ海のガス

田の試掘権を許可すると表明
　8.　5 カムチャツカ沖のロシア海軍小型潜水艇

事故に際して、国際緊急援助活動のため、
海自艦艇派遣（～8.10帰国完了）

　9.　9 初の中露合同軍事演習「平和の使命2005」
（～8.25）

　9.　9 東シナ海の日中中間線付近の「樫」ガス
田周辺海域で、中国海軍の駆逐艦など5
隻が航行

　9.21 第3次小泉内閣発足
10.12 パキスタンなど大地震被害に際し、国際

緊急援助活動のため自衛隊部隊を派遣
（～12.2帰国完了）

10.20 陸自と北海道警がテロに備え、初の共同
実動訓練実施

10.29 日米安全保障協議委員会（「2+2」、ワシ
ントンD.C.）「日米同盟：未来のための変
革と再編」共同発表

10.31 第3次小泉改造内閣発足、額賀長官就任
10.31 テロ対策特措法一部改正案施行（有効期

間1年間延長）
11.11 「平成17年10月29日に実施された日米安全保

障協議委員会において承認された事項に関す
る当面の政府の取組について」閣議決定

11.27 福井県で国民保護法に基づく初の実動訓練
11.30 東京高裁、横田基地騒音訴訟（第5次・6

次・7次）判決
12.14 第1回東アジア首脳会議開催（クアラル

ンプール）
12.16 国連総会、北朝鮮の人権状況を非難する

決議案を採択
12.24 「弾道ミサイル防衛用能力向上方迎撃ミサ

イルに関する日米共同開発について」安
全保障会議及び閣議決定

2006
（平18）

　1.10 イラン、ウラン濃縮実験を開始
　2.　4 拉致問題、国交正常化、核・ミサイル問

題を議題とする日朝交渉開始（～2.6）
　3.　6 日中政府間協議で、中国が東シナ海ガス

田の共同開発を提案（～3.7）
　3.27 防衛庁設置法などの一部改正法（弾道ミ

サイル等に対する破壊措置を規定、統合
幕僚監部発足。自衛隊は統合運用体制に
移行）施行

　4.23 在日米軍再編にともなう在沖米海兵隊の
グアム移転経費の負担について日米合意

　5.　1 日米安全保障協議委員会（「2+2」、ワシ
ントンD.C.）「再編の実施のための日米
ロードマップ」発表

　5.11 沖縄県知事と防衛庁長官との間で在日米
軍再編に関する基本確認書に調印

　5.29 オーストラリアへP-3C初訪問
　6.　1 5.27に発生したインドネシア・ジャワ島

中部地震に際し、国際緊急援助活動のた
め自衛隊部隊を派遣（～6.22）

　6.20 政府、陸自イラク派遣部隊の活動終結決
定。空自部隊は国連及び多国籍軍への支
援継続

　6.23 対米武器・武器技術供与取決極署名
　6.29 日米首脳会談、共同文書「新世紀の日米

同盟」発表
　7.　5 北朝鮮、日本海に向け計7発の弾道ミサ

イル発射
　7.13 東京高裁、厚木基地騒音訴訟（第3次・4

次・5次）判決
　7.31 防衛庁設置法等の一部改正法の一部（施

設行政にかかる内部組織の機能強化、装
備本部の新設、地方連絡部の地方協力本
部への改編など）施行

　8.16 日本漁船がロシア警備艇に銃撃され1人
が死亡。政府、ロシアに厳重抗議

　8.29 米海軍、横須賀海軍施設にSM-3を搭載
したイージス艦を展開

　8.29 「普天間飛行場の移設に係る措置に関する
協議会」設置・初会合

　9.26 安倍内閣成立、久間長官就任
10.　9 北朝鮮、地下核実験実施発表

年 月日 主要事象
2008

（平20）
　9.25 中国の有人宇宙船「神舟7号」打ち上げ。

初の船外活動成功
10.　3 米国防長官、PAC-3、AH-64D攻撃ヘリな

どの台湾への売却を議会に通知
10.10 米国、北朝鮮のテロ支援国家指定解除
10.19 中国海軍戦闘艦艇として初めて駆逐艦な

ど4隻が津軽海峡通過
10.22 日印首脳会談「日印戦略的グローバル・

パートナーシップの前進に関する共同声明」
「安全保障協力に関する共同声明」署名

10.24 国連スーダンミッション（UNMIS）へ自
衛官派遣（～11.9.30）

11.　2 中国艦艇4隻が沖縄本島・宮古島間を初
めて通過し、太平洋へ進出

12.　2 ソマリア沖の海賊対策に関する国連安保
理決議第1846号採択

12.20 「中期防衛力整備計画（平成17年度～平
成21年度）の見直しについて」安全保障
会議・閣議決定

12.23 イラク復興支援特措法に基づく空自派遣
輸送航空隊帰国

12.26 中国海軍第1次アデン湾派遣部隊（駆逐
艦など3隻）出発

2009
（平21）

　1.　8 空自F-15（百里）、沖縄配備
　1.15 防衛省「宇宙開発利用に関する基本方針

について」決定
　2.10 イラク復興支援派遣撤収業務隊による撤

収業務の終結に関する命令発出
　2.17 「在沖米海兵隊のグアム移転にかかる協

定」署名
　2.27 福岡高裁那覇支部、嘉手納基地騒音訴訟

（第4次）判決
　3.13 海賊対処法案閣議決定
　3.13 ソマリア沖・アデン湾における海賊対処

のため、海上における警備行動に関する
自衛隊行動命令発令

　3.14 ソマリア沖・アデン湾における海賊から
日本関係船舶を保護するため海自の艦船
2隻を派遣

　3.27 弾道ミサイル等に対する破壊措置の実施
に関する自衛隊行動命令発令（～4.6）

　3.30 海賊対処のため、海自艦艇による護衛任
務を開始

　4.　3 中曽根外務大臣、ジブチとの間で地位協
定署名

　4.　5 北朝鮮、わが国上空を越える弾道ミサイ
ルを発射

　4.10 最高裁、横田基地騒音訴訟（第4次・8次）
判決

　5.　4 第1回ARF災害救援実動演習（フィリピン）
　5.15 ソマリア沖・アデン湾における海賊対処

のためジブチへのP-3C派遣命令
　5.19 「在沖米海兵隊のグアム移転にかかる協

定」発効
　5.25 北朝鮮、2回目の地下核実験実施発表
　6.　2 宇宙基本計画決定
　7.　4 北朝鮮、日本海に向けて計7発の弾道ミ

サイル発射
　7.14 クラスター弾に関する条約批准
　7.17 クラスター弾などの製造の禁止及び所持

の規制などに関する法律公布
　7.24 海賊対処法施行、海賊対処行動命令発令
　7.31 米軍以外の多国籍軍のイラク撤退完了
　8.　1 防衛省設置法などの一部改正法の一部

（防衛会議及び防衛大臣補佐官の新設、防
衛参事官制度の廃止など）施行

　9.16 鳩山内閣成立、北澤防衛大臣就任
10.　5 インドネシア・パダン沖地震に対する国

際緊急援助隊派遣（～10.17）
10.27 関門海峡において護衛艦と韓国籍貨物船

が衝突
11.10 黄海で、北朝鮮艦艇と韓国艦艇が銃撃戦
11.23 海賊対処行動部隊、IMO勇敢賞受賞
12.　1 リスボン条約発効
12.　3 東京高裁、イージス情報流出事案で海自

3佐の控訴棄却（上告）
12.　5 STARTⅠ失効
12.17 「平成22年度の防衛力整備等について」

安全保障会議・閣議決定
2010

（平22）
　1.11 中国、ミサイル迎撃実験実施を発表
　1.17 ハイチで発生した地震に対する国際緊急

援助隊派遣（～2.14活動終了）
　1.19 日米安保締結50周年に当たっての「2+2」

共同発表
　1.29 ロシア第5世代戦闘機PAKFA初試験飛行
　2.　5 国連ハイチ安定化ミッション

（MINUSTAH）へ自衛隊部隊の派遣決定
（2.6展開開始）（13.1.25活動終了）

　2.27 米国「4年毎の国防計画の見直し」（QDR）
及び「弾道ミサイル防衛見直し」（BMDR）
公表

　3.　7 ロシア新軍事ドクトリン発表
　3.11 空自百里基地、滑走路民間共用開始
　3.26 北朝鮮潜水艦艇による魚雷攻撃によって

韓国海軍哨戒艦「天安」黄海で沈没
　3.26 防衛省設置法などの一部改正法（第15旅

団の新編、少年工科学校の改編など）施行
　4.　1 防衛省設置法等の一部改正法の一部（陸上

自衛隊の学校の生徒の身分の新設）施行

年 月日 主要事象
2006

（平18）
10.13 北朝鮮の核実験実施発表に対し、制裁措

置を発動
12.19 国連総会、北朝鮮による外国人拉致を非

難する決議案を採択
2007

（平19）
　1.　9 防衛庁設置法等の一部改正法（防衛庁の

防衛省への移行、国際平和協力活動など
の本来任務化など）施行

　1.　9 久間防衛大臣就任
　1.12 中国、衛星破壊実験実施
　2.13 第5回六者会合、北朝鮮が全核施設を無

力化することで合意
　3.　5 米軍再編にかかる初の航空機訓練移転

（築城、～3.8）
　3.13 ハワード豪首相来日、安全保障協力に関

する日豪共同宣言発表
　3.23 弾道ミサイル等に対する破壊措置に関す

る緊急対処要領作成
　3.28 陸自中央即応集団の新編
　3.30 空自入間基地に初のペトリオット（PAC-3）

配備
　3.30 国連ネパール政治ミッション（UNMIN）

へ軍事監視要員として自衛官を派遣
（～11.1.18）

　4.16 初の日米印共同3国間訓練（海自・米印
海軍間）

　4.16 名古屋高裁金沢支部、小松基地騒音訴訟
（第3次・4次）判決

　5.　1 日米安全保障協議委員会（「2+2」、ワシ
ントンD.C.）「同盟の変革：日米の安全保
障及び防衛協力の進展」発表

　5.18 横田ラプコン施設での空自管制官の併置
開始

　5.29 最高裁、横田基地騒音訴訟（第5次・6
次・7次）判決

　6.　1 防衛省設置法及び自衛隊法の一部改正法
（防衛施設庁の廃止・統合、防衛監察本
部、地方防衛局の新設、陸海空自の共同
の部隊など）の成立

　7.　4 小池防衛大臣就任
　7.20 「海洋基本法」施行
　8.10 「日米軍事情報包括保護協定」署名・発効
　8.27 安倍改造内閣発足、高村防衛大臣就任
　8.29 「駐留軍等再編特別措置法」施行
　9.　1 地方協力局、装備施設本部、防衛監察本

部、地方防衛局の新設
　9.26 福田内閣成立、石破防衛大臣就任
10.　3 六者会合の合意文書「共同声明の実施の

ための第二段階の措置」発表
10.17 初の日米豪3か国共同訓練（海自、米海

軍、豪空軍間）
11.　1 テロ対策特措法に基づく対応措置の終結

に関する命令発出
11.16 防衛省改革会議設置
11.28 中国海軍艦艇の初訪日（～12.1）
12.18 ハワイ沖でイージス艦「こんごう」SM-3

発射試験（標的に命中）
12.19 在日米軍再編にともない、米陸軍第1軍

団新司令部の前方司令部が在日米陸軍
キャンプ座間に発足

12.24 「次期固定翼哨戒機の整備について」「平
成20年度における防衛力整備内容のうち
主要な事項について」

12.24 「弾道ミサイル等に対する破壊措置に関す
る緊急対処要領の変更について」閣議決定

2008
（平20）

　1.16 補給支援特措法施行（1.24、25インド洋
に向け部隊出港）

　1.25 「在日米軍駐留経費負担にかかる新協定」
署名

　2.19 イージス艦と漁船との衝突事故
　2.20 米海軍イージス艦、制御不能衛星を、

SM-3による大気圏外での撃墜に成功
　2.21 補給支援特措法に基づき、インド洋にお

いて海自補給艦が洋上給油再開
（～10.1.15）

　3.18 「海洋基本計画」閣議決定
　3.26 防衛省設置法などの一部改正法（自衛隊

指揮通信システム隊の新編など）施行
　4.24 米国政府、北朝鮮の支援のもと、シリア

が建設し、イスラエルの空爆で破壊され
たという核施設について公表

　6.24 海自艦艇の初訪中（～6.28）
　6.26 日中両政府、東シナ海の天然ガス田を共

同開発することで合意
　6.26 那覇地裁沖縄支部、普天間基地騒音訴訟

（第1次・2次）判決
　7.　7 G8北海道洞爺湖サミット（～7.9）
　7.15 防衛省改革会議、報告書公表
　7.17 東京高裁、横田基地騒音訴訟（第4次・8

次）判決
　8.　2 福田改造内閣発足、林防衛大臣就任
　8.　8 グルジア軍と南オセチア軍との軍事衝突

にロシア軍が介入
　8.10 中国、新疆ウイグル自治区で武装グルー

プが公安施設などを襲撃
　8.29 海自次期固定翼哨戒機XP-1試作1号機受

領
　9.24 麻生内閣成立、浜田防衛大臣就任
　9.25 米原子力空母「ジョージ・ワシントン」

横須賀初入港

年 月日 主要事象
1998

（平10）
　5.11 インド地下核実験（5.13にも実施）
　5.22 福岡高裁那覇支部、嘉手納基地騒音訴訟

（第1次・2次・3次）判決
　5.28 パキスタン地下核実験（5.30にも実施）
　6.　6 国連安保理、印パ核実験非難決議採択
　6.12 「中央省庁等改革基本法」公布・施行
　6.12 「国連平和維持活動等に対する協力に関す

る法律の一部を改正する法律」公布、施
行（武器使用にかかる部分は7.12施行）

　6.22 北朝鮮潜水艦、韓国東岸に侵入、韓国軍
がこれを拿捕

　7.27 中国、初の総合的な国防白書「中国の国
防」発表

　7.29 海・空自とロシア海軍との捜索救難共同
訓練（初の本格的日露共同訓練）

　7.30 小渕内閣成立、額賀長官就任
　8.31 北朝鮮、わが国上空を越える弾道ミサイ

ル発射
　9.　1 日朝交渉当面凍結
　9.　2 北朝鮮に追加制裁（チャーター便不可）
　9.24 日韓漁業協定決着（竹島問題棚上げ）
　9.30 「対人地雷禁止条約」締結
10.21 KEDO署名
11.14 初の国際緊急援助活動のため、陸自のホ

ンジュラス派遣部隊出発（現地活動
11.18～12.1、12.5帰国）

11.15 硫黄島にて3自衛隊初の統合演習（2,400
人規模）

11.20 野呂田長官就任
12.17 米英両軍、イラクに対しUNSCOM査察

協力拒否への制裁措置として「砂漠の狐
作戦」開始（～12.20）

12.22 情報収集衛星の導入について閣議決定
12.22 安波訓練場返還（SACO事案では初）
12.25 「弾道ミサイル防衛にかかる日米共同技術

研究について」安全保障会議了承
1999

（平11）
　1.14 小渕改造内閣発足
　3.23 能登半島沖不審船事案（3.24海上警備行

動発令）
　3.29 陸自、初の旅団を創設
　4.　1 情報収集衛星推進委員会設置（内閣）
　5.24 「日米物品役務相互提供協定」を改正する

協定（周辺事態へ対応する活動に関する
協力の追加）国会承認（9.25発効）

　5.28 「周辺事態安全確保法」公布（8.25施行）、
「自衛隊法の一部を改正する法律」公布・
施行

　6.15 北方限界線を越境した北朝鮮警備艇と韓
国側警備艇との間で銃撃事件

　7.23 東京高裁、厚木基地騒音訴訟（第2次）
判決

　8.　5 海自と韓国海軍との初の捜索救難共同訓
練（九州西方海域）

　8.25 「周辺事態安全確保法」施行
　9.　2 北朝鮮、黃海での北方限界線の無効と新

たな海上軍事分界線の設定を宣言
　9.23 トルコ共和国における国際緊急救助活動

に必要な物資の輸送を実施するため自衛
隊を派遣（～11.22）

　9.29 ロシア軍部隊、チェチェン共和国進攻
　9.30 東海村ウラン加工施設における事故にか

かる災害派遣（～10.3）
10.　5 第2次小渕内閣発足、瓦長官就任
11.22 東ティモール避難民救援のため、インド

ネシアに自衛隊を派遣（～00.2.8）
11.22 沖縄県知事、普天間飛行場の移設候補地

を表明
12.17 国連安保理、イラク問題に関する包括的

決議案を採択、UNSCOMに代えて
UNMOVIC設置

12.20 マカオ、中国に返還
12.27 海上保安庁との間で「不審船にかかる共

同対処マニュアル」策定
12.27 名護市長、普天間飛行場の代替施設受入

表明
12.28 「普天間飛行場の移設に係る政府方針」閣

議決定
2000

（平12）
　1.17 対人地雷廃棄開始
　2.16 参議院の憲法調査会初会合（2.17、衆議院）
　4.　1 「自衛隊員倫理法」施行
　4.　5 森内閣成立
　4.14 ロシア下院、STARTⅡ批准
　5.　7 プーチン・ロシア大統領代行、正式に大

統領就任
　5.　8 防衛庁、市ヶ谷庁舎へ移転
　6.16 原子力災害特別措置法（原子力災害派遣

の創設）施行
　7.　4 第2次森内閣発足、虎島長官就任
　7.21 九州・沖縄サミット首脳会合（～7.23）
　8.25 普天間飛行場の移設にかかる「代替施設

協議会」設置
　9.13 中国遺棄化学兵器の発掘・回収事業への

初の自衛官派遣
11.20 共産党第22回党大会において「自衛隊の

容認」決定
12.　5 第2次森改造内閣発足、斉藤長官就任
12.15 「中期防衛力整備計画（平成13年度～17年

度）について」安全保障会議・閣議決定

年 月日 主要事象
2002

（平14）
12.16 テロ対策特措法に基づく実施要領の変更

（12.5）を受け、イージス艦「きりしま」
横須賀出港

12.17 米ミサイル防衛配備発表（地上配備型迎
撃ミサイル、海上配備型迎撃ミサイル、
PAC-3）

2003
（平15）

　1.10 北朝鮮、NPT脱退宣言
　1.24 米国土安全保障省発足
　1.28 普天間飛行場の移設にかかる「代替施設

建設協議会」設置
　2.　8 対人地雷の廃棄完了（例外保有を除く）
　3.20 米英軍など、対イラク軍事行動開始
　3.27 「防衛庁設置法など一部改正法」（自衛官の

定数及び即応予備自衛官の員数変更）施行
　3.30 イラク難民救援国際平和協力業務実施

（イラク難民救援空輸隊、4.2に帰着）
　5.　1 G・W・ブッシュ米国大統領、イラク及

びアフガニスタンにおける主要な戦闘の
終結宣言

　5.13 東京地裁八王子支部、横田基地騒音訴訟
（第4次・8次）判決

　5.31 G・W・ブッシュ米国大統領、拡散に対
する安全保障構想（PSI）初提唱

　6.　1 米露首脳会談、米露戦略攻撃能力削減条
約発効

　6.　6 「武力攻撃事態対処関連3法」、参議院本
会議で可決成立

　7.17 イラク被災民救援国際平和協力業務の実施
（イラク被災民救援空輸隊、8.18総員帰国）

　7.26 「イラク人道復興支援特措法」、参議院本
会議で可決成立

　8.27 第1回六者会合（北京、～8.29）
　9.12 PSI初の合同演習、豪北東サンゴ海で実

施（～9.14）
　9.22 小泉改造（第2次）内閣発足
　9.30 「危険業務従事者叙勲」新設を閣議決定

（03.11.3　元自衛官に初の危険業務従事者
叙勲）

10.　7 日中韓首脳会談による初の共同宣言に署名
10.10 テロ対策特措法の効力を2年延長
10.15 中国、初の有人宇宙船「神舟5号」打ち

上げ
11.19 第2次小泉内閣発足
11.29 イラク中部で奥大使と井ノ上書記官が銃

撃され死亡
12.18 イランがIAEA協定に調印
12.19 リビア、大量破壊兵器計画の廃棄表明
12.19 弾道ミサイル防衛システムの導入、政府

決定（安全保障会議・閣議決定）
12.30 イラン大地震に際し、国際緊急援助法に

基づく援助物資の空輸（04.1.1～1.2）
2004

（平16）
　1.22 空自派遣輸空隊本隊、クウェートへ出発
　2.　3 第1次イラク復興支援群出発
　2.　9 イラクに関する対応措置実施、国会承認
　2.　9 海自派遣海上輸送部隊、クウェートへ出

発（～4.8帰国）
　3.　4 鳥インフルエンザにかかる初の災害派遣

（京都府丹波町、～3.11）
　3.26 弾道ミサイル防衛システムの導入、国会

で決定（平成16年度予算案参院本会議で
可決成立）

　4.15 初の在外邦人等輸送として、イラクから
クウェートへ邦人10名を輸送

　4.15 防衛庁・自衛隊50周年記念式典
　4.28 国連安保理、大量破壊兵器の不拡散決議

1540を全会一致で採択
　5.22 日朝首脳会談（平壌）。拉致被害者の家族

5人帰国
　6.　1 国連安保理、イラク復興に関する決議

1546を全会一致で採択
　6.14 「事態対処法制関連7法」、参議院本会議

で可決成立及び3条約の締結承認
　6.14 特定船舶入港禁止特措法成立
　6.18 イラク主権回復後の自衛隊の人道復興支

援活動について閣議了解（多国籍軍への
参加）

　6.28 イラク暫定政府に統治権限移譲
　8.13 沖縄県宜野湾市の大学構内に米軍ヘリ墜

落
　9.27 第2次小泉改造内閣発足、大野長官就任
10.25 初のわが国主催のPSI海上阻止訓練（相

模湾沖合及び横須賀港内、～10.27）
11.10 中国原子力潜水艦によるわが国領海内の

潜水航行事案。海上警備行動発令
（～11.12）

11.16 中国外交部副部長、原子力潜水艦による
領海内の潜水航行事案に関し、遺憾の意
を表明

12.10 「平成17年度以降に係る防衛計画の大綱
について」及び「中期防衛力整備計画

（平成17年度～平成21年度）について」
安全保障会議、閣議決定

12.28 インドネシア・スマトラ島沖大規模地震
及びインド洋津波被害に際して、国際緊
急援助活動を実施するため、タイ・プー
ケット島沖へ海自艦艇を派遣（～05.1.1）

年 月日 主要事象
2001

（平13）
　2.　5 1.26のインド西部での大地震に対し、イ

ンドにおける国際緊急援助活動に自衛隊
部隊を派遣（～2.11）

　2.　9 UNMOVICに要員派遣（～05.3）
　2.10 えひめ丸米潜水艦衝突事故
　3.　1 「船舶検査活動法」施行
　3.　7 在日ロシア大使館付武官に秘密文書を漏

洩した元海上自衛官に実刑判決
　4.　1 「情報公開法」施行
　4.　1 米中軍用機接触事故
　4.26 小泉内閣成立、中谷長官就任
　6.15 「上海協力機構」創設
　8.　8 「えひめ丸」引揚げ協力のための潜水艦救

難艦「ちはや」に関する災害派遣（12.16
帰港）

　9.11 米国同時多発テロ
　9.12 米国同時多発テロに対し、国連安保理非

難決議
　9.19 米国同時多発テロを受け、小泉内閣総理

大臣、当面の措置発表
10.　2 NATO、米国同時多発テロに対し、北大

西洋条約第5条（集団防衛条項）の適用
決定

10.　6 アフガニスタン難民救援国際平和協力業
務実施（～10.12）

10.　7 米英軍、アフガニスタン攻撃開始（10.19、
米軍、特殊部隊投入、初の地上戦）

10.　8 政府、緊急テロ対策本部設置、第1回会
議において「緊急対応措置」決定

10.29 「テロ対策特措法」など、参議院本会議で
可決成立

11.　2 「テロ対策特措法」「自衛隊法の一部を改
正する法律」公布・施行（秘密保全のた
めの罰則強化は02.11.1施行）

11.25 テロ対策特措法に基づき、海自の補給艦、
掃海母艦、護衛艦が協力支援活動など実
施のため出港

11.27 朝鮮半島非武装地帯（DMZ）において銃
撃事件

12.　5 米露、STARTⅠの履行を完了
12.20 国連安保理、国際治安支援部隊（ISAF）

を設立する決議採択
12.22 アフガニスタン暫定統治機構発足、ハミ

ド・カルザイ氏が議長就任
12.22 九州南西海域不審船事案
12.29 ロシア、キューバ基地より撤兵完了

2002
（平14）

　1.29 G・W・ブッシュ米国大統領、一般教書
演説「悪の枢軸」発言

　2.15 東ティモール国際協力業務実施計画など
閣議決定

　3.　2 東ティモール派遣施設群（680名）の派
遣開始（～04.6.25）

　3.　6 金沢地裁、小松基地騒音訴訟（第3次・4
次）判決

　3.27 予備自衛官補制度導入
　4.22 第2回西太平洋潜水艦救難訓練（わが国

が主催した初の多国間共同訓練、～5.2）
　5.　4 ロシア、カムラン湾軍事基地のベトナム

返還完了
　5.20 東ティモール民主共和国独立、UNTAET

からUNMISETへ移行
　5.24 米露戦略攻撃能力削減条約調印
　5.30 東京地裁八王子支部、横田基地騒音訴訟

（第5次・6次・7次）判決
　6.13 米国、ABM条約から脱退
　6.29 北方限界線を越境した北朝鮮警備艇と韓

国側警備艇との間で銃撃戦
　7.16 米国政府「国土安全保障のための国家戦

略」発表
　7.29 「普天間飛行場代替施設の基本計画」決定
　9.　4 日本海中部事案（不審船の疑いのある船

舶への対応）
　9.17 日朝首脳会談、金総書記が拉致認め謝罪
　9.20 米国政府、「国家安全保障戦略」発表
　9.30 小泉改造内閣発足、石破長官就任
10.　1 化学兵器禁止機関（OPCW）要員派遣

（運用・計画部長）（～07.6）
10.13 わが国で初の国際観艦式開催（東京湾）
10.15 拉致被害者5人が帰国
10.16 米政府、北朝鮮がケリー国務次官補訪朝

時、核兵器用ウラン濃縮計画を認めたと
の声明を発表

10.16 横浜地裁、厚木基地騒音訴訟（第3次・4
次・5次）判決

10.31 福岡高裁那覇支部、楚辺通信所にかかる
土地明渡訴訟判決

11.　1 秘密保全のための罰則強化（防衛秘密）
導入

11.14 KEDO理事会、12月からの北朝鮮への重
油提供の凍結決定

11.18 初の北海道における自衛隊と警察の共同
図上訓練

11.21 NATOプラハ首脳会談、中東欧7か国の
新規加盟決定

12.　2 国連PKO局に初の自衛官派遣
12.12 北朝鮮、核関連施設の再稼動と建設再開

を発表
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年 月日 主要事象
2014

（平26）
　3.11 マレーシア航空機の消息不明事案にかか

る国際緊急援助隊派遣（～4.28）
　3.18 ロシアがクリミア自治共和国を「編入」
　3.19 わが国の接続水域を潜水航行する潜水艦

を確認（宮古島東海域）
　3.24 安倍内閣総理大臣、第3回核セキュリ

ティーサミット出席（ハーグ、～3.25）
　3.26 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　4.　1 自衛隊法等の一部改正法の一部（防衛医

科大学校に看護学科を新設）を施行
　4.　1 「防衛装備移転三原則」の閣議決定
　4.28 米比防衛協力強化協定（EDCA）調印
　5.　2 中国艦艇2隻が沖縄本島・宮古島間を抜

けて太平洋に進出
　5.　7 中越公船衝突・対峙（～7月半ば）
　5.14 「在沖米海兵隊のグアム移転にかかる協定

を改正する議定書」発効
　5.15 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇

談会」が報告書提出
　5.21 横浜地裁、厚木基地騒音訴訟（第6次・7

次・行政第1次・2次）判決
　5.24 中国の戦闘機が自衛隊機に異常な接近飛

行
　6.　7 中国艦艇3隻が沖縄本島・宮古島間を抜

けて太平洋に進出
　6.11 日豪「2＋2」（東京）
　6.11 中国の戦闘機が自衛隊機に異常な接近飛

行
　6.19 防衛生産・技術基盤戦略の公表
　6.21 防衛省設置法等の一部改正法の一部（早

期退職募集制度への対応）施行
　6.29 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　6.29 ISIL、「イスラム国」の樹立及びカリフ制

の宣言
　7.　1 「国の存立を全うし、国民を守るための切

れ目のない安全保障法制の整備について」
閣議決定

　7.　8 日豪防衛装備品・技術移転協定署名
　7.　9 北朝鮮、弾道ミサイルを2発発射
　7.13 北朝鮮、弾道ミサイルを2発発射
　7.25 防衛省設置法等の一部改正法（防衛審議

官の新設）施行
　7.26 北朝鮮、弾道ミサイルを1発発射
　8.　1 防衛省設置法等の一部改正法（内部部局

における自衛官ポストの定員化、航空戦
術教導団の新編など）施行

　8.　8 米中央軍によるイラク北部でのISILに対
する空爆開始

　8.12 ロシア軍、北方領土及び千島列島で演習
　8.19 中国の戦闘機が米軍哨戒機に異常な接近

飛行
　8.20 広島県広島市における人命救助にかかる

災害派遣（～9.11）
　8.28 防衛省「宇宙開発利用に関する基本方針

について（改訂版）」策定
　9.　1 日印首脳会談（東京）「日印特別戦略的グ

ローバルパートナーシップのための東京
宣言」

　9.　3 江渡防衛大臣就任
　9.　3 第2次安倍改造内閣発足
　9.10 オバマ米国大統領、対ISIL戦略を発表
　9.22 米国などによるシリアにおけるISILに対

する空爆開始
　9.26 安倍内閣総理大臣　国連PKOハイレベル

会合に出席（ニューヨーク）
　9.27 御嶽山噴火にかかる災害派遣（～10.16）
　9.29 アフガニスタン新政権発足
10.26 防衛省・自衛隊60周年記念航空観閲式

（百里）
11.16 沖縄県知事選、翁長候補が現職の仲井眞

知事を破る
11.21 滞空型無人機の機種を「グローバルホー

ク」に決定
11.24 韓国軍、竹島近海で防御訓練実施
11.28 西アフリカにおけるエボラ出血熱の流行

に対する国際緊急援助活動に必要な物資
の輸送（ガーナ共和国　～12.11）

12.　1 NATOに初の自衛官派遣
12.　4 中国艦艇5隻が大隅海峡を抜けて太平洋

に進出
12.　4 中国軍、西太平洋で演習開始、以後、一

部艦艇が宗谷海峡（12.24）、対馬海峡
（12.27）を通って日本一周

12.　8 日豪防衛装備品・技術移転協定発効
12.10 「特定秘密の保護に関する法律」施行
12.19 日米安全保障協議委員会（2＋2）共同発

表
12.24 第3次安倍内閣発足、中谷防衛大臣就任
12.24 武器貿易条約発効
12.26 米軍TPY-2レーダー（いわゆる「Xバン

ドレーダー」）経ヶ岬に配備完了
12.31 エア・アジア機消息不明事案に対する国

際緊急援助活動（～15.1.11）
2015

（平27）
　1.　2 ISILによる邦人人質拘束の動画公開（以

後、1.24及び2.1に邦人殺害の動画公開）
　1.　9 「宇宙基本計画」宇宙開発戦略本部決定
　1.21 初の日英外務・防衛閣僚会合（ロンドン）
　2.　6 米国「国家安全保障戦略」（NSS）を公表

年 月日 主要事象
2015

（平27）
11.27 中国の爆撃機4機、情報収集機が沖縄本

島・宮古島間を通過して太平洋に進出
（空軍報道官、中国空軍機による飛行と発
表）。同時間帯、爆撃機4機及び早期警戒
機が、沖縄本島及び宮古島近傍において
活動を実施

12.　4 日米共同報道発表「沖縄における在日米
軍施設・区域の統合のための日米両国の
計画の実施」

12.　7 中国艦艇3隻が大隅海峡を通過して太平
洋に進出

12.12 日印防衛装備品・技術移転協定署名
（ニューデリー）

12.12 「日印秘密軍事情報保護協定」署名・発効
12.13 中国艦艇2隻が沖縄本島・宮古島間を通

過して太平洋に進出
12.26 機関砲とみられる武器を搭載した中国公

船「海警」が尖閣諸島付近のわが国領海
に初めて侵入

12.31 ロシアが国家安全保障戦略を改訂
2016

（平28）
　1.　6 北朝鮮、「水爆実験」と称する4度目の核

実験を実施
　1.11 中国国防部、中央軍事組織改編（「4総部」

の解体、中央軍事委員会の複数部門制導
入）を発表

　1.26 ロシア爆撃機2機、わが国周辺を一周す
る経路で飛行

　1.30 米海軍駆逐艦が南シナ海の西沙諸島・ト
リトン島の12海里以内を航行し、「航行
の自由作戦」を実施

　1.31 中国の情報収集機及び早期警戒機が対馬
海峡を初めて通過し日本海に進出

　2.　1 中国国防部、七大軍区を解体し、五大戦
区の新設を発表

　2.　2 中国艦艇4隻が津軽海峡を通過して太平
洋に進出

　2.　4 中国海軍情報収集艦が房総半島南東の接続
水域付近を北東・南西に往復航行（～2.8）

　2.　7 北朝鮮、「人工衛星」と称する弾道ミサイ
ルを発射

　2.16 西沙諸島・ウッディー島において地対空
ミサイルとみられる装備の所在を確認

　2.29 日比防衛装備品・技術移転協定署名（マ
ニラ）

　3.　4 日印防衛装備品・技術移転協定発効
　3.　4 「地方自治法第245条の8第3項の規定に

基づく埋立承認処分取消処分取消命令請
求事件」（いわゆる「代執行訴訟」）で、
国が裁判所の和解案受入れ表明、埋立工
事の中止（普天間飛行場代替施設建設事
業）

　3.10 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　3.18 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射
　3.22 ベルギー・ブリュッセルで連続爆破テロ

発生
　3.28 中国艦艇2隻が大隅海峡を通過して太平

洋に進出
　3.28 与那国駐屯地の新設
　3.29 平和安全法制「平和安全法制整備法」及

び「国際平和支援法」施行
　3.31 核セキュリティ・サミット（ワシントン

D.C.）（～4.1）
　4.　7 中国艦艇3隻が沖縄本島・宮古島間を通

過して太平洋に進出
　4.　8 中国艦艇3隻が沖縄本島・宮古島間を通

過して太平洋に進出
　4.14 平成28年 熊本地震にかかる災害派遣

（～5.30）
　4.15 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射
　4.17 即応予備自衛官に対する災害等招集命令

（～5.9）
　4.20 中国の早期警戒機が沖縄本島と宮古島間

の上空を通過して太平洋に進出
　4.23 北朝鮮、潜水艦発射弾道ミサイル1発発

射
　4.25 日比防衛装備品・技術移転協定発効
　4.28 沖縄県における在日米軍の軍属による殺

人被疑事件
　4.28 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　4.29 南スーダン国民統一暫定政府設立
　5.10 米海軍駆逐艦が南シナ海の南沙諸島・

ファイアリークロス礁の12海里以内を航
行し、「航行の自由作戦」を実施

　5.17 南シナ海上空で、中国軍戦闘機が米海軍
偵察機に異常接近

　5.22 オバマ米国大統領、ベトナム訪問（～5.25）
武器禁輸全面解除

　5.31 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射
　6.　7 東シナ海上空で、中国軍戦闘機が米空軍

偵察機に高速で接近するという危険な飛
行を実施

　6.　9 中国艦艇1隻が尖閣周辺の接続水域に中
国海軍戦闘艦艇として初めて入域

　6.15 中国海軍情報収集艦1隻が鹿児島県口永
良部島及び屋久島周辺のわが国領海内を
航行。その後、沖縄県北大東島北方の接
続水域内を航行（6.16）した後、尖閣諸
島周辺の接続水域外側を東西に往復航行

（6.19～20）

年 月日 主要事象
2015

（平27）
　2.12 ミンスク合意II（独、仏、露、ウクライ

ナ首脳、新たな停戦合意文書に合意）
　2.13 中国艦艇2隻が沖縄本島・宮古島間を抜

けて太平洋に進出
　2.14 中国の情報収集機、沖縄本島・宮古島間

を通過して太平洋に進出（2.15）
　3.　2 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　3.13 日仏防衛装備品技術移転協定署名（東京）
　4.21 西アフリカにおけるエボラ出血熱の流行

に対するWHOが行う疫学調査等に対す
る支援として防衛医科大学校の教官を派
遣（～5.29）

　4.27 ネパールでの地震に対する国際緊急援助
活動（～5.22）

　4.27 新「日米防衛協力のための指針」を日米
安全保障協議委員会（「2＋2」、ニュー
ヨーク）で了承

　4.30 特定防衛調達に係る国庫債務負担行為に
より支出すべき年限に関する特別措置法

（いわゆる長期契約法）公布・施行
　5.　9 北朝鮮、SLBM発射試験に成功した旨公表
　5.14 「平和安全法制整備法案」及び「国際平和

支援法案」の2法案を閣議決定
　5.14 「我が国の領海及び内水で国際法上の無害

通航に該当しない航行を行う外国軍艦へ
の対処について」、「離島等に対する武装
集団による不法上陸等事案に対する政府
の対処について」及び「公海上で我が国
の民間船舶に対し侵害行為を行う外国船
舶を自衛隊の船舶等が認知した場合にお
ける当該侵害行為への対処について」閣
議決定

　5.21 中国の爆撃機、2機が沖縄本島・宮古島
間を通過して太平洋に進出（空軍報道官、
同空域での中国空軍機による初の飛行と
発表）

　5.26 中国、国防白書「中国の軍事戦略」発表
　5.31 海上自衛官を海賊対処のための連合任務

部隊（CTF151）の司令官として派遣
（～8.27）

　6.11 那覇地裁沖縄支部、普天間基地騒音訴訟
（第4次・6次・7次・8次）判決

　6.12 中国艦艇2隻が沖縄本島・宮古島間を通
過して太平洋に進出

　7.　1 デンプシー米統合参謀本部議長、国家軍
事戦略を発表

　7.　3 御嶽山における行方不明捜索への支援に
かかる災害派遣（～8.7）

　7.18 中国艦艇3隻が沖縄本島・宮古島間を通
過して太平洋に進出

　7.29 中国の情報収集機、早期警戒機及び爆撃
機2機が沖縄本島・宮古島間を通過して
太平洋に進出（7.30）

　7.30 東京高裁、第4次厚木基地騒音訴訟（第6
次・7次・行政第1次・2次）判決

　8.17 中国艦艇7隻が対馬海峡を北上。以後、
中露海軍合同軍事演習「海上協力2015

（Ⅱ）」実施（日本海）（8.20～28）。演習終
了後、5隻が宗谷海峡を東航（8.29）、ベー
リング海の公海上航行（米国防省職員発
言、9.2）、アリューシャン列島で米国領
海に進入（米国防省職員発言、9.4）

　8.20 北朝鮮と韓国の間で砲撃事案発生
　8.22 ロシア・メドヴェージェフ首相、択捉島

を訪問
　8.26 南スーダンで衝突の解決に関する合意署

名
　9.15 推定ロシア機が根室半島沖上空を領空侵

犯
　9.19 平和安全法制「平和安全法制整備法案」

及び「国際平和支援法案」、参議院本会議
で可決成立

　9.28 日米地位協定の環境補足協定署名
10.　1 防衛省設置法等の一部改正法（統合幕僚

監部への実運用一元化、防衛装備庁の新
設等）施行

10.　1 技術研究本部、装備施設本部を廃止し、
防衛装備庁を新設

10.　3 バングラデシュで銃撃事件（邦人1名死
亡、ISILバングラデシュと記載された犯
行声明発出）

10.　7 第3次安倍改造内閣の発足
10.15 山口地裁岩国支部、岩国基地騒音訴訟（第

1次・2次・3次）判決
10.26 米海軍駆逐艦「ラッセン」が南シナ海の

南沙諸島スビ礁の12海里以内を航行し、
「航行の自由作戦」を実施

10.27 「普天間飛行場代替施設建設事業に係る公
有水面埋立法に基づく埋立承認の取消し
について」閣議口頭了解

10.28 普天間飛行場代替施設建設事業に係る工
事着手届出書を沖縄県に提出

11.11 中国海軍情報収集艦が尖閣諸島南方の接
続水域付近を東西に反復航行（～11.12）

11.26 「地方自治法第245条の8第3項の規定に
基づく埋立承認処分取消処分取消命令請
求事件」（いわゆる「代執行訴訟」）提訴

年 月日 主要事象
2010

（平22）
　4.　6 米国「核態勢の見直し」（NPR）公表
　4.12 第1回核セキュリティ・サミット（ワシ

ントンD.C.、～4.13）
　5.　1 宮崎県における口蹄疫にかかる災害派遣

（～7.27）
　5.19 日豪物品役務相互提供協定（ACSA）署

名署名
　5.23 パシフィック・パートナーシップ2010へ

部隊を初めて派遣（～7.15）
　5.26 「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利

用の促進のための低潮線の保全及び拠点
施設の整備などに関する法律」成立

　5.27 米国「国家安全保障戦略」（NSS）公表
　5.28 日米安全保障協議委員会（「2+2」）共同

発表
　6.　8 菅内閣成立
　6.　9 国連安保理、対イラン追加制裁決議第

1929号採択
　6.25 「日NATO情報保護協定」署名・発効
　6.28 米国「国家宇宙政策」（NSP）公表
　7.　1 防衛省設置法等の一部改正法の一部（自

衛官候補生の身分の新設）施行
　7.13 「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利

用の促進のための低潮線の保全及び拠点
施設の整備などに関する基本計画」閣議
決定

　7.29 福岡高裁那覇支部、普天間基地騒音訴訟
（第1次・2次）判決

　8.31 パキスタンで発生した洪水に対する国際
緊急援助活動（～10.10）

　9.　7 尖閣諸島周辺のわが国領海で中国漁船が
海保巡視船に接触

　9.10 国連東ティモール統合ミッション
（UNMIT）へ軍事連絡要員（軍事監視要
員）として自衛官派遣を閣議決定（9.27
派遣）

　9.17 菅改造内閣発足
10.　1 防衛省設置法等の一部改正法の一部（3

士の階級の廃止）施行
11.　1 メドヴェージェフ露大統領、国後島訪問
11.23 北朝鮮、韓国延坪島を砲撃
12.　7 尖閣沖漁船衝突事件のビデオ映像流出事

案などを受け、「政府における情報保全に
関する検討委員会」設置

12.17 「平成23年度以降に係る防衛計画の大綱
について」、「中期防衛力整備計画（平成
23年度～平成27年度）について」安全保
障会議、閣議決定

2011
（平23）

　1.11 中国、次世代ステルス機とされる戦闘機
の試験飛行を実施

　1.14 菅改造（第2次）内閣発足
　1.21 「在日米軍駐留経費負担にかかる新協定」

署名（4.1発効）
　1.27 最高裁、嘉手納基地騒音訴訟（第4次）

判決
　2.　4 米国、「国家安全保障宇宙戦略（NSSS）」

公表
　2.　5 STARTⅠ後継条約（新START）発効
　2.23 ニュージーランドで発生した地震に対し、

国際緊急援助隊派遣（～3.3）
　3.11 アラビア海のオマーン沖で日本関係船舶

を襲撃した海賊4名を、海賊対処法に基
づき逮捕

　3.11 東日本大震災発生
　3.11 東日本大震災にかかる大規模震災災害派

遣（～8.31）
　3.12 東日本大震災にかかる原子力災害派遣

（～12.26）
　3.16 東日本大震災にともなう、予備自衛官、

即応予備自衛官に対する初の災害招集な
どを閣議決定

　3.16 陸自の即応予備自衛官及び予備自衛官に
対する災害（等）招集命令（～8.31）

　3.19 米英仏を中心とする多国籍軍、リビアに
対する軍事行動開始

　4.11 東日本大震災復興構想会議設置
　4.15 海自及び空自の予備自衛官に対する災害

招集命令（～8.31）
　4.27 環境整備法の一部改正法施行（特定防衛

施設周辺整備調整交付金の対象事業の拡
大）

　5.　2 オバマ米国大統領、国際テロ組織「アル
カイダ」指導者のウサマ・ビン・ラー
ディンを殺害と発表

　6.　1 ジブチ自衛隊活動拠点の運用を開始
　6.21 日米安全保障協議委員会（「2+2」、ワシ

ントンD.C.）「より深化し、拡大する日米
同盟に向けて：50年間のパートナーシッ
プの基盤の上に」発表

　6.22 オバマ米国大統領、アフガニスタン駐留
米軍の撤収方針発表

　6.24 「東日本大震災復興基本法」施行
　6.28 復興対策本部初会合
　7.　8 UNMISS設立国連安保理決議第1996号採

択
　7.　9 南スーダン共和国独立
　8.10 中国空母「ワリャーグ」が初の試験航行
　8.24 中国、漁業監視船2隻が尖閣諸島付近の

わが国領海に侵入

年 月日 主要事象
2013

（平25）
　1.30 東シナ海において中国艦艇が海自護衛艦

に火器管制レーダーを照射
　1.31 中国艦艇3隻が宮古島北東を通過し太平

洋に進出
　1.31 日豪物品役務相互提供協定（ACSA）発効
　2.　1 自衛隊法等の一部改正法の一部（航空手

当関係）施行
　2.　7 ロシア戦闘機、わが国領空を侵犯
　2.12 北朝鮮、3回目の地下核実験実施発表
　2.20 那覇地裁、辺野古環境アセスメント訴訟

判決
　2.23 オバマ米国大統領と安倍内閣総理大臣と

の会談
　3.　1 F-35の製造等にかかる国内企業の参画に

ついての内閣官房長官談話発出
　3.15 国連ハイチ安定化ミッション

（MINUSTAH）への自衛隊部隊などの派
遣終了（隊旗返還式）

　3.22 「日豪情報保護協定」発効
　3.26 自衛隊法等の一部改正法の一部（航空救

難団隷属替え関係）施行
　3.30 中国艦艇4隻が沖縄本島南西を抜けて太

平洋に進出
　4.　2 北朝鮮、六者会合に基づいて稼働を停止し

ていた黒鉛減速炉の再整備、再稼働を表明
　4.26 「海洋基本計画」閣議決定
　5.　7 中国艦艇2隻が与那国島北東を抜けて太

平洋に進出
　5.27 中国艦艇3隻が沖縄本島・宮古島間を抜

けて太平洋に進出
　7.　4 「日英防衛装備品・技術移転協定」及び

「日英情報保護協定」署名
　7.　5 初の中露海軍合同軍事演習「海上協力

2013」（～7.11）
　7.13 中国海軍艦艇、宗谷海峡を抜けてオホー

ツク海に進出
　7.22 中国海警局表札掲示
　7.24 中国の早期警戒機が沖縄本島・宮古島間

を初めて通過して太平洋に進出
　8.21 中国艦艇3隻が大隅海峡を抜けて太平洋

に進出
　8.22 ロシア爆撃機、わが国領空を侵犯
　8.27 中国艦艇2隻が沖縄本島・宮古島間を抜

けて太平洋に進出
　8.30 「防衛省改革の方向性」公表
　9.　8 中国の爆撃機が沖縄本島・宮古島間を初

めて通過して太平洋に進出
　9.　9 国籍不明の無人機（推定）が東シナ海上

空を飛行
　9.10 第1回防衛省・自衛隊2020年東京オリン

ピック・パラリンピック競技大会特別行
動委員会開催

　9.27 国連安保理、シリアの化学兵器廃棄に関
する決議2118号を採択

10.　3 日米安全保障協議委員会（「2+2」、東京）
10.　3 「在沖海兵隊のグアム移転にかかる協定を

改正する議定書」署名
10.16 台風第26号にかかる災害派遣（～11.8）
10.23 中国艦艇5隻が沖縄本島・宮古島間を抜

けて太平洋に進出
10.30 中国艦艇3隻が沖縄本島南西を抜けて太

平洋に進出
11.12 フィリピン台風被害に対し、国際緊急援

助隊派遣（～12.18）
11.15 化学兵器禁止機関（OPCW）、シリアの

化学兵器などの廃棄の詳細条件を決定
11.22 自衛隊法の一部改正（在外邦人等の輸送

にかかる輸送対象者の範囲拡大など）の
公布、施行

11.23 中国、「東シナ海防空識別区」の設定を発表
11.24 イランとEU3（英仏独）+3（米中露）、

核問題の包括的解決に向けた初期段階の
措置について合意

12.　4 国家安全保障会議設置
12.　8 韓国、新たな防空識別圏の設定を発表
12.13 「特定秘密の保護に関する法律」公布
12.14 中国月探査機、月面軟着陸に成功
12.17 「国家安全保障戦略について」「平成26年

度以降に係る防衛計画の大綱について」
「中期防衛力整備計画（平成26年度～平
成30年度）について」　国家安全保障会
議、閣議決定

12.23 中国艦艇3隻が沖縄本島南西を抜けて太
平洋に進出

12.23 ロシア、ボレイ級SSBN2番艦が就役（太
平洋艦隊に編入）

12.27 沖縄県知事が普天間飛行場代替施設建設
事業にかかる公有水面埋立承認願書につ
いて承認

2014
（平26）

　1.　1 「日英情報保護協定」発効
　1.　7 国家安全保障局の発足
　1.15 広島湾において輸送艦と漁船との接触事

故
　1.22 沖縄基地負担軽減推進委員会の設置
　2.14 普天間飛行場負担軽減推進会議の設置
　3.　1 中国艦艇3隻が沖縄本島・宮古島間を抜

けて太平洋に進出
　3.　3 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射

年 月日 主要事象
2011

（平23）
　9.　2 野田内閣成立、一川防衛大臣就任
　9.　9 ロシア艦艇24隻が宗谷海峡を通航
　9.19 防衛産業に対するサイバー攻撃事案発覚
　9.27 日フィリピン首脳会談（東京）日フィリ

ピン共同声明発表
　9.29 中国宇宙実験室「天宮1号」打ち上げ
　9.30 「実用準天頂衛星システム事業の推進の基

本的な考え方」「宇宙空間の開発・利用の
戦略的な推進体制の構築について」閣議
決定

10.10 米軍再編にかかる初のグアムなどへの航
空機訓練移転（～10.28）

10.11 最高裁、第1次普天間基地騒音訴訟判決
10.24 「日仏情報保護協定」署名・発効
10.31 NATO、対リビア作戦の終了
11.15 国連南スーダン共和国ミッション

（UNMISS）へ司令部要員として自衛官派
遣を閣議決定（11.28出国）

11.22 中国艦艇6隻が沖縄本島・宮古島間を抜
けて太平洋に進出

12.18 米軍イラク撤退完了
12.20 「次期戦闘機の整備について」安全保障会

議決定・閣議了解
12.20 国連南スーダン共和国ミッション

（UNMISS）へ施設部隊などの派遣を閣議
決定（12.1.11展開開始）（17.5.31活動終
了）

12.27 「防衛装備品等の海外移転に関する基準」
に関する内閣官房長官談話

12.28 普天間飛行場代替施設建設事業にかかる
環境影響評価書を沖縄県に提出（～12.1.6）

2012
（平24）

　1.11 UNMISS第1次隊出国開始
　1.13 野田改造内閣発足、田中防衛大臣就任
　2.10 復興庁発足
　3.16 中国公船「海監」が尖閣諸島付近のわが

国領海内に侵入
　3.26 空自航空総隊司令部、横田移転
　3.27 野田内閣総理大臣、核セキュリティサミット

出席
　3.30 弾道ミサイル等に対する破壊措置などの

実施に関する自衛隊行動命令発令（4.13
終結）

　4.13 北朝鮮、「人工衛星」と称する弾道ミサイ
ル発射

　4.13 金正恩氏が北朝鮮国防委員会第1委員長
に就任

　4.17 国連東ティモール統合ミッション
（UNMIT）へのわが国の派遣期間を10か
月（～13.2.28）延長

　4.27 日米安全保障協議委員会（「2+2」）共同
発表

　4.29 中国艦艇3隻が大隅海峡を通過し、太平
洋に進出

　5.17 「日豪情報保護協定」署名
　6.　4 野田改造（第2次）内閣発足、森本防衛

大臣就任
　7.　1 ロシア艦艇26隻が宗谷海峡を通航（～7.2）
　7.　3 初のわが国主催のPSI航空阻止訓練（北

海道、～7.5）
　7.11 中国漁業監視船3隻が尖閣諸島付近のわ

が国領海に侵入
　7.12 中国漁業監視船1隻が尖閣諸島付近のわ

が国領海に侵入
　7.12 内閣府設置法等の一部を改正する法律施

行
　8.10 李明博韓国大統領の竹島上陸
　9.　7 「防衛省・自衛隊によるサイバー空間の安

定的・効果的利用に向けて」を公表
　9.11 政府、尖閣3島購入所有権獲得
　9.23 国連東ティモール統合ミッション

（UNMIT）への自衛官派遣終了
　9.25 中国初の空母「遼寧」就役
10.　1 野田改造（第3次）内閣発足
10.16 中国艦艇7隻が与那国島・仲ノ神島間を

初めて通過
11.26 自衛隊法等の一部改正法の公布、一部

（日米ACSA関係）施行
12.　4 東ティモールにおける能力構築支援事業

を開始
12.　7 弾道ミサイル等に対する破壊措置等の実施

に関する自衛隊行動命令発令（12.12終結）
12.12 北朝鮮、「人工衛星」と称する弾道ミサイ

ル発射
12.13 中国航空機による初の領空（尖閣諸島周

辺上空）侵犯
12.26 第2次安倍内閣発足、小野寺防衛大臣就任

2013
（平25）

　1.16 アルジェリア邦人拘束事件
　1.19 中国海軍艦艇による海自護衛艦搭載ヘリ

に対する火器管制レーダーの照射が疑わ
れる事案

　1.20 国連兵力引き離し隊（UNDOF）への自
衛隊部隊などの派遣終了（隊旗返還式）

　1.20 在外邦人等輸送として、アルジェリア邦
人拘束事件被害者などをアルジェリアか
らわが国に輸送（1.24帰国）

　1.25 「平成25年度の防衛力整備などについて」
安全保障会議・閣議決定

　1.25 「宇宙基本計画」宇宙開発戦略本部決定
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年 月日 主要事象
2014

（平26）
　3.11 マレーシア航空機の消息不明事案にかか

る国際緊急援助隊派遣（～4.28）
　3.18 ロシアがクリミア自治共和国を「編入」
　3.19 わが国の接続水域を潜水航行する潜水艦

を確認（宮古島東海域）
　3.24 安倍内閣総理大臣、第3回核セキュリ

ティーサミット出席（ハーグ、～3.25）
　3.26 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　4.　1 自衛隊法等の一部改正法の一部（防衛医

科大学校に看護学科を新設）を施行
　4.　1 「防衛装備移転三原則」の閣議決定
　4.28 米比防衛協力強化協定（EDCA）調印
　5.　2 中国艦艇2隻が沖縄本島・宮古島間を抜

けて太平洋に進出
　5.　7 中越公船衝突・対峙（～7月半ば）
　5.14 「在沖米海兵隊のグアム移転にかかる協定

を改正する議定書」発効
　5.15 「安全保障の法的基盤の再構築に関する懇

談会」が報告書提出
　5.21 横浜地裁、厚木基地騒音訴訟（第6次・7

次・行政第1次・2次）判決
　5.24 中国の戦闘機が自衛隊機に異常な接近飛

行
　6.　7 中国艦艇3隻が沖縄本島・宮古島間を抜

けて太平洋に進出
　6.11 日豪「2＋2」（東京）
　6.11 中国の戦闘機が自衛隊機に異常な接近飛

行
　6.19 防衛生産・技術基盤戦略の公表
　6.21 防衛省設置法等の一部改正法の一部（早

期退職募集制度への対応）施行
　6.29 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　6.29 ISIL、「イスラム国」の樹立及びカリフ制

の宣言
　7.　1 「国の存立を全うし、国民を守るための切

れ目のない安全保障法制の整備について」
閣議決定

　7.　8 日豪防衛装備品・技術移転協定署名
　7.　9 北朝鮮、弾道ミサイルを2発発射
　7.13 北朝鮮、弾道ミサイルを2発発射
　7.25 防衛省設置法等の一部改正法（防衛審議

官の新設）施行
　7.26 北朝鮮、弾道ミサイルを1発発射
　8.　1 防衛省設置法等の一部改正法（内部部局

における自衛官ポストの定員化、航空戦
術教導団の新編など）施行

　8.　8 米中央軍によるイラク北部でのISILに対
する空爆開始

　8.12 ロシア軍、北方領土及び千島列島で演習
　8.19 中国の戦闘機が米軍哨戒機に異常な接近

飛行
　8.20 広島県広島市における人命救助にかかる

災害派遣（～9.11）
　8.28 防衛省「宇宙開発利用に関する基本方針

について（改訂版）」策定
　9.　1 日印首脳会談（東京）「日印特別戦略的グ

ローバルパートナーシップのための東京
宣言」

　9.　3 江渡防衛大臣就任
　9.　3 第2次安倍改造内閣発足
　9.10 オバマ米国大統領、対ISIL戦略を発表
　9.22 米国などによるシリアにおけるISILに対

する空爆開始
　9.26 安倍内閣総理大臣　国連PKOハイレベル

会合に出席（ニューヨーク）
　9.27 御嶽山噴火にかかる災害派遣（～10.16）
　9.29 アフガニスタン新政権発足
10.26 防衛省・自衛隊60周年記念航空観閲式

（百里）
11.16 沖縄県知事選、翁長候補が現職の仲井眞

知事を破る
11.21 滞空型無人機の機種を「グローバルホー

ク」に決定
11.24 韓国軍、竹島近海で防御訓練実施
11.28 西アフリカにおけるエボラ出血熱の流行

に対する国際緊急援助活動に必要な物資
の輸送（ガーナ共和国　～12.11）

12.　1 NATOに初の自衛官派遣
12.　4 中国艦艇5隻が大隅海峡を抜けて太平洋

に進出
12.　4 中国軍、西太平洋で演習開始、以後、一

部艦艇が宗谷海峡（12.24）、対馬海峡
（12.27）を通って日本一周

12.　8 日豪防衛装備品・技術移転協定発効
12.10 「特定秘密の保護に関する法律」施行
12.19 日米安全保障協議委員会（2＋2）共同発

表
12.24 第3次安倍内閣発足、中谷防衛大臣就任
12.24 武器貿易条約発効
12.26 米軍TPY-2レーダー（いわゆる「Xバン

ドレーダー」）経ヶ岬に配備完了
12.31 エア・アジア機消息不明事案に対する国

際緊急援助活動（～15.1.11）
2015

（平27）
　1.　2 ISILによる邦人人質拘束の動画公開（以

後、1.24及び2.1に邦人殺害の動画公開）
　1.　9 「宇宙基本計画」宇宙開発戦略本部決定
　1.21 初の日英外務・防衛閣僚会合（ロンドン）
　2.　6 米国「国家安全保障戦略」（NSS）を公表

年 月日 主要事象
2015

（平27）
11.27 中国の爆撃機4機、情報収集機が沖縄本

島・宮古島間を通過して太平洋に進出
（空軍報道官、中国空軍機による飛行と発
表）。同時間帯、爆撃機4機及び早期警戒
機が、沖縄本島及び宮古島近傍において
活動を実施

12.　4 日米共同報道発表「沖縄における在日米
軍施設・区域の統合のための日米両国の
計画の実施」

12.　7 中国艦艇3隻が大隅海峡を通過して太平
洋に進出

12.12 日印防衛装備品・技術移転協定署名
（ニューデリー）

12.12 「日印秘密軍事情報保護協定」署名・発効
12.13 中国艦艇2隻が沖縄本島・宮古島間を通

過して太平洋に進出
12.26 機関砲とみられる武器を搭載した中国公

船「海警」が尖閣諸島付近のわが国領海
に初めて侵入

12.31 ロシアが国家安全保障戦略を改訂
2016

（平28）
　1.　6 北朝鮮、「水爆実験」と称する4度目の核

実験を実施
　1.11 中国国防部、中央軍事組織改編（「4総部」

の解体、中央軍事委員会の複数部門制導
入）を発表

　1.26 ロシア爆撃機2機、わが国周辺を一周す
る経路で飛行

　1.30 米海軍駆逐艦が南シナ海の西沙諸島・ト
リトン島の12海里以内を航行し、「航行
の自由作戦」を実施

　1.31 中国の情報収集機及び早期警戒機が対馬
海峡を初めて通過し日本海に進出

　2.　1 中国国防部、七大軍区を解体し、五大戦
区の新設を発表

　2.　2 中国艦艇4隻が津軽海峡を通過して太平
洋に進出

　2.　4 中国海軍情報収集艦が房総半島南東の接続
水域付近を北東・南西に往復航行（～2.8）

　2.　7 北朝鮮、「人工衛星」と称する弾道ミサイ
ルを発射

　2.16 西沙諸島・ウッディー島において地対空
ミサイルとみられる装備の所在を確認

　2.29 日比防衛装備品・技術移転協定署名（マ
ニラ）

　3.　4 日印防衛装備品・技術移転協定発効
　3.　4 「地方自治法第245条の8第3項の規定に

基づく埋立承認処分取消処分取消命令請
求事件」（いわゆる「代執行訴訟」）で、
国が裁判所の和解案受入れ表明、埋立工
事の中止（普天間飛行場代替施設建設事
業）

　3.10 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　3.18 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射
　3.22 ベルギー・ブリュッセルで連続爆破テロ

発生
　3.28 中国艦艇2隻が大隅海峡を通過して太平

洋に進出
　3.28 与那国駐屯地の新設
　3.29 平和安全法制「平和安全法制整備法」及

び「国際平和支援法」施行
　3.31 核セキュリティ・サミット（ワシントン

D.C.）（～4.1）
　4.　7 中国艦艇3隻が沖縄本島・宮古島間を通

過して太平洋に進出
　4.　8 中国艦艇3隻が沖縄本島・宮古島間を通

過して太平洋に進出
　4.14 平成28年 熊本地震にかかる災害派遣

（～5.30）
　4.15 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射
　4.17 即応予備自衛官に対する災害等招集命令

（～5.9）
　4.20 中国の早期警戒機が沖縄本島と宮古島間

の上空を通過して太平洋に進出
　4.23 北朝鮮、潜水艦発射弾道ミサイル1発発

射
　4.25 日比防衛装備品・技術移転協定発効
　4.28 沖縄県における在日米軍の軍属による殺

人被疑事件
　4.28 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　4.29 南スーダン国民統一暫定政府設立
　5.10 米海軍駆逐艦が南シナ海の南沙諸島・

ファイアリークロス礁の12海里以内を航
行し、「航行の自由作戦」を実施

　5.17 南シナ海上空で、中国軍戦闘機が米海軍
偵察機に異常接近

　5.22 オバマ米国大統領、ベトナム訪問（～5.25）
武器禁輸全面解除

　5.31 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射
　6.　7 東シナ海上空で、中国軍戦闘機が米空軍

偵察機に高速で接近するという危険な飛
行を実施

　6.　9 中国艦艇1隻が尖閣周辺の接続水域に中
国海軍戦闘艦艇として初めて入域

　6.15 中国海軍情報収集艦1隻が鹿児島県口永
良部島及び屋久島周辺のわが国領海内を
航行。その後、沖縄県北大東島北方の接
続水域内を航行（6.16）した後、尖閣諸
島周辺の接続水域外側を東西に往復航行

（6.19～20）

年 月日 主要事象
2015

（平27）
　2.12 ミンスク合意II（独、仏、露、ウクライ

ナ首脳、新たな停戦合意文書に合意）
　2.13 中国艦艇2隻が沖縄本島・宮古島間を抜

けて太平洋に進出
　2.14 中国の情報収集機、沖縄本島・宮古島間

を通過して太平洋に進出（2.15）
　3.　2 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　3.13 日仏防衛装備品技術移転協定署名（東京）
　4.21 西アフリカにおけるエボラ出血熱の流行

に対するWHOが行う疫学調査等に対す
る支援として防衛医科大学校の教官を派
遣（～5.29）

　4.27 ネパールでの地震に対する国際緊急援助
活動（～5.22）

　4.27 新「日米防衛協力のための指針」を日米
安全保障協議委員会（「2＋2」、ニュー
ヨーク）で了承

　4.30 特定防衛調達に係る国庫債務負担行為に
より支出すべき年限に関する特別措置法

（いわゆる長期契約法）公布・施行
　5.　9 北朝鮮、SLBM発射試験に成功した旨公表
　5.14 「平和安全法制整備法案」及び「国際平和

支援法案」の2法案を閣議決定
　5.14 「我が国の領海及び内水で国際法上の無害

通航に該当しない航行を行う外国軍艦へ
の対処について」、「離島等に対する武装
集団による不法上陸等事案に対する政府
の対処について」及び「公海上で我が国
の民間船舶に対し侵害行為を行う外国船
舶を自衛隊の船舶等が認知した場合にお
ける当該侵害行為への対処について」閣
議決定

　5.21 中国の爆撃機、2機が沖縄本島・宮古島
間を通過して太平洋に進出（空軍報道官、
同空域での中国空軍機による初の飛行と
発表）

　5.26 中国、国防白書「中国の軍事戦略」発表
　5.31 海上自衛官を海賊対処のための連合任務

部隊（CTF151）の司令官として派遣
（～8.27）

　6.11 那覇地裁沖縄支部、普天間基地騒音訴訟
（第4次・6次・7次・8次）判決

　6.12 中国艦艇2隻が沖縄本島・宮古島間を通
過して太平洋に進出

　7.　1 デンプシー米統合参謀本部議長、国家軍
事戦略を発表

　7.　3 御嶽山における行方不明捜索への支援に
かかる災害派遣（～8.7）

　7.18 中国艦艇3隻が沖縄本島・宮古島間を通
過して太平洋に進出

　7.29 中国の情報収集機、早期警戒機及び爆撃
機2機が沖縄本島・宮古島間を通過して
太平洋に進出（7.30）

　7.30 東京高裁、第4次厚木基地騒音訴訟（第6
次・7次・行政第1次・2次）判決

　8.17 中国艦艇7隻が対馬海峡を北上。以後、
中露海軍合同軍事演習「海上協力2015

（Ⅱ）」実施（日本海）（8.20～28）。演習終
了後、5隻が宗谷海峡を東航（8.29）、ベー
リング海の公海上航行（米国防省職員発
言、9.2）、アリューシャン列島で米国領
海に進入（米国防省職員発言、9.4）

　8.20 北朝鮮と韓国の間で砲撃事案発生
　8.22 ロシア・メドヴェージェフ首相、択捉島

を訪問
　8.26 南スーダンで衝突の解決に関する合意署

名
　9.15 推定ロシア機が根室半島沖上空を領空侵

犯
　9.19 平和安全法制「平和安全法制整備法案」

及び「国際平和支援法案」、参議院本会議
で可決成立

　9.28 日米地位協定の環境補足協定署名
10.　1 防衛省設置法等の一部改正法（統合幕僚

監部への実運用一元化、防衛装備庁の新
設等）施行

10.　1 技術研究本部、装備施設本部を廃止し、
防衛装備庁を新設

10.　3 バングラデシュで銃撃事件（邦人1名死
亡、ISILバングラデシュと記載された犯
行声明発出）

10.　7 第3次安倍改造内閣の発足
10.15 山口地裁岩国支部、岩国基地騒音訴訟（第

1次・2次・3次）判決
10.26 米海軍駆逐艦「ラッセン」が南シナ海の

南沙諸島スビ礁の12海里以内を航行し、
「航行の自由作戦」を実施

10.27 「普天間飛行場代替施設建設事業に係る公
有水面埋立法に基づく埋立承認の取消し
について」閣議口頭了解

10.28 普天間飛行場代替施設建設事業に係る工
事着手届出書を沖縄県に提出

11.11 中国海軍情報収集艦が尖閣諸島南方の接
続水域付近を東西に反復航行（～11.12）

11.26 「地方自治法第245条の8第3項の規定に
基づく埋立承認処分取消処分取消命令請
求事件」（いわゆる「代執行訴訟」）提訴

年 月日 主要事象
2010

（平22）
　4.　6 米国「核態勢の見直し」（NPR）公表
　4.12 第1回核セキュリティ・サミット（ワシ

ントンD.C.、～4.13）
　5.　1 宮崎県における口蹄疫にかかる災害派遣

（～7.27）
　5.19 日豪物品役務相互提供協定（ACSA）署

名署名
　5.23 パシフィック・パートナーシップ2010へ

部隊を初めて派遣（～7.15）
　5.26 「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利

用の促進のための低潮線の保全及び拠点
施設の整備などに関する法律」成立

　5.27 米国「国家安全保障戦略」（NSS）公表
　5.28 日米安全保障協議委員会（「2+2」）共同

発表
　6.　8 菅内閣成立
　6.　9 国連安保理、対イラン追加制裁決議第

1929号採択
　6.25 「日NATO情報保護協定」署名・発効
　6.28 米国「国家宇宙政策」（NSP）公表
　7.　1 防衛省設置法等の一部改正法の一部（自

衛官候補生の身分の新設）施行
　7.13 「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利

用の促進のための低潮線の保全及び拠点
施設の整備などに関する基本計画」閣議
決定

　7.29 福岡高裁那覇支部、普天間基地騒音訴訟
（第1次・2次）判決

　8.31 パキスタンで発生した洪水に対する国際
緊急援助活動（～10.10）

　9.　7 尖閣諸島周辺のわが国領海で中国漁船が
海保巡視船に接触

　9.10 国連東ティモール統合ミッション
（UNMIT）へ軍事連絡要員（軍事監視要
員）として自衛官派遣を閣議決定（9.27
派遣）

　9.17 菅改造内閣発足
10.　1 防衛省設置法等の一部改正法の一部（3

士の階級の廃止）施行
11.　1 メドヴェージェフ露大統領、国後島訪問
11.23 北朝鮮、韓国延坪島を砲撃
12.　7 尖閣沖漁船衝突事件のビデオ映像流出事

案などを受け、「政府における情報保全に
関する検討委員会」設置

12.17 「平成23年度以降に係る防衛計画の大綱
について」、「中期防衛力整備計画（平成
23年度～平成27年度）について」安全保
障会議、閣議決定

2011
（平23）

　1.11 中国、次世代ステルス機とされる戦闘機
の試験飛行を実施

　1.14 菅改造（第2次）内閣発足
　1.21 「在日米軍駐留経費負担にかかる新協定」

署名（4.1発効）
　1.27 最高裁、嘉手納基地騒音訴訟（第4次）

判決
　2.　4 米国、「国家安全保障宇宙戦略（NSSS）」

公表
　2.　5 STARTⅠ後継条約（新START）発効
　2.23 ニュージーランドで発生した地震に対し、

国際緊急援助隊派遣（～3.3）
　3.11 アラビア海のオマーン沖で日本関係船舶

を襲撃した海賊4名を、海賊対処法に基
づき逮捕

　3.11 東日本大震災発生
　3.11 東日本大震災にかかる大規模震災災害派

遣（～8.31）
　3.12 東日本大震災にかかる原子力災害派遣

（～12.26）
　3.16 東日本大震災にともなう、予備自衛官、

即応予備自衛官に対する初の災害招集な
どを閣議決定

　3.16 陸自の即応予備自衛官及び予備自衛官に
対する災害（等）招集命令（～8.31）

　3.19 米英仏を中心とする多国籍軍、リビアに
対する軍事行動開始

　4.11 東日本大震災復興構想会議設置
　4.15 海自及び空自の予備自衛官に対する災害

招集命令（～8.31）
　4.27 環境整備法の一部改正法施行（特定防衛

施設周辺整備調整交付金の対象事業の拡
大）

　5.　2 オバマ米国大統領、国際テロ組織「アル
カイダ」指導者のウサマ・ビン・ラー
ディンを殺害と発表

　6.　1 ジブチ自衛隊活動拠点の運用を開始
　6.21 日米安全保障協議委員会（「2+2」、ワシ

ントンD.C.）「より深化し、拡大する日米
同盟に向けて：50年間のパートナーシッ
プの基盤の上に」発表

　6.22 オバマ米国大統領、アフガニスタン駐留
米軍の撤収方針発表

　6.24 「東日本大震災復興基本法」施行
　6.28 復興対策本部初会合
　7.　8 UNMISS設立国連安保理決議第1996号採

択
　7.　9 南スーダン共和国独立
　8.10 中国空母「ワリャーグ」が初の試験航行
　8.24 中国、漁業監視船2隻が尖閣諸島付近の

わが国領海に侵入

年 月日 主要事象
2013

（平25）
　1.30 東シナ海において中国艦艇が海自護衛艦

に火器管制レーダーを照射
　1.31 中国艦艇3隻が宮古島北東を通過し太平

洋に進出
　1.31 日豪物品役務相互提供協定（ACSA）発効
　2.　1 自衛隊法等の一部改正法の一部（航空手

当関係）施行
　2.　7 ロシア戦闘機、わが国領空を侵犯
　2.12 北朝鮮、3回目の地下核実験実施発表
　2.20 那覇地裁、辺野古環境アセスメント訴訟

判決
　2.23 オバマ米国大統領と安倍内閣総理大臣と

の会談
　3.　1 F-35の製造等にかかる国内企業の参画に

ついての内閣官房長官談話発出
　3.15 国連ハイチ安定化ミッション

（MINUSTAH）への自衛隊部隊などの派
遣終了（隊旗返還式）

　3.22 「日豪情報保護協定」発効
　3.26 自衛隊法等の一部改正法の一部（航空救

難団隷属替え関係）施行
　3.30 中国艦艇4隻が沖縄本島南西を抜けて太

平洋に進出
　4.　2 北朝鮮、六者会合に基づいて稼働を停止し

ていた黒鉛減速炉の再整備、再稼働を表明
　4.26 「海洋基本計画」閣議決定
　5.　7 中国艦艇2隻が与那国島北東を抜けて太

平洋に進出
　5.27 中国艦艇3隻が沖縄本島・宮古島間を抜

けて太平洋に進出
　7.　4 「日英防衛装備品・技術移転協定」及び

「日英情報保護協定」署名
　7.　5 初の中露海軍合同軍事演習「海上協力

2013」（～7.11）
　7.13 中国海軍艦艇、宗谷海峡を抜けてオホー

ツク海に進出
　7.22 中国海警局表札掲示
　7.24 中国の早期警戒機が沖縄本島・宮古島間

を初めて通過して太平洋に進出
　8.21 中国艦艇3隻が大隅海峡を抜けて太平洋

に進出
　8.22 ロシア爆撃機、わが国領空を侵犯
　8.27 中国艦艇2隻が沖縄本島・宮古島間を抜

けて太平洋に進出
　8.30 「防衛省改革の方向性」公表
　9.　8 中国の爆撃機が沖縄本島・宮古島間を初

めて通過して太平洋に進出
　9.　9 国籍不明の無人機（推定）が東シナ海上

空を飛行
　9.10 第1回防衛省・自衛隊2020年東京オリン

ピック・パラリンピック競技大会特別行
動委員会開催

　9.27 国連安保理、シリアの化学兵器廃棄に関
する決議2118号を採択

10.　3 日米安全保障協議委員会（「2+2」、東京）
10.　3 「在沖海兵隊のグアム移転にかかる協定を

改正する議定書」署名
10.16 台風第26号にかかる災害派遣（～11.8）
10.23 中国艦艇5隻が沖縄本島・宮古島間を抜

けて太平洋に進出
10.30 中国艦艇3隻が沖縄本島南西を抜けて太

平洋に進出
11.12 フィリピン台風被害に対し、国際緊急援

助隊派遣（～12.18）
11.15 化学兵器禁止機関（OPCW）、シリアの

化学兵器などの廃棄の詳細条件を決定
11.22 自衛隊法の一部改正（在外邦人等の輸送

にかかる輸送対象者の範囲拡大など）の
公布、施行

11.23 中国、「東シナ海防空識別区」の設定を発表
11.24 イランとEU3（英仏独）+3（米中露）、

核問題の包括的解決に向けた初期段階の
措置について合意

12.　4 国家安全保障会議設置
12.　8 韓国、新たな防空識別圏の設定を発表
12.13 「特定秘密の保護に関する法律」公布
12.14 中国月探査機、月面軟着陸に成功
12.17 「国家安全保障戦略について」「平成26年

度以降に係る防衛計画の大綱について」
「中期防衛力整備計画（平成26年度～平
成30年度）について」　国家安全保障会
議、閣議決定

12.23 中国艦艇3隻が沖縄本島南西を抜けて太
平洋に進出

12.23 ロシア、ボレイ級SSBN2番艦が就役（太
平洋艦隊に編入）

12.27 沖縄県知事が普天間飛行場代替施設建設
事業にかかる公有水面埋立承認願書につ
いて承認

2014
（平26）

　1.　1 「日英情報保護協定」発効
　1.　7 国家安全保障局の発足
　1.15 広島湾において輸送艦と漁船との接触事

故
　1.22 沖縄基地負担軽減推進委員会の設置
　2.14 普天間飛行場負担軽減推進会議の設置
　3.　1 中国艦艇3隻が沖縄本島・宮古島間を抜

けて太平洋に進出
　3.　3 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射

年 月日 主要事象
2011

（平23）
　9.　2 野田内閣成立、一川防衛大臣就任
　9.　9 ロシア艦艇24隻が宗谷海峡を通航
　9.19 防衛産業に対するサイバー攻撃事案発覚
　9.27 日フィリピン首脳会談（東京）日フィリ

ピン共同声明発表
　9.29 中国宇宙実験室「天宮1号」打ち上げ
　9.30 「実用準天頂衛星システム事業の推進の基

本的な考え方」「宇宙空間の開発・利用の
戦略的な推進体制の構築について」閣議
決定

10.10 米軍再編にかかる初のグアムなどへの航
空機訓練移転（～10.28）

10.11 最高裁、第1次普天間基地騒音訴訟判決
10.24 「日仏情報保護協定」署名・発効
10.31 NATO、対リビア作戦の終了
11.15 国連南スーダン共和国ミッション

（UNMISS）へ司令部要員として自衛官派
遣を閣議決定（11.28出国）

11.22 中国艦艇6隻が沖縄本島・宮古島間を抜
けて太平洋に進出

12.18 米軍イラク撤退完了
12.20 「次期戦闘機の整備について」安全保障会

議決定・閣議了解
12.20 国連南スーダン共和国ミッション

（UNMISS）へ施設部隊などの派遣を閣議
決定（12.1.11展開開始）（17.5.31活動終
了）

12.27 「防衛装備品等の海外移転に関する基準」
に関する内閣官房長官談話

12.28 普天間飛行場代替施設建設事業にかかる
環境影響評価書を沖縄県に提出（～12.1.6）

2012
（平24）

　1.11 UNMISS第1次隊出国開始
　1.13 野田改造内閣発足、田中防衛大臣就任
　2.10 復興庁発足
　3.16 中国公船「海監」が尖閣諸島付近のわが

国領海内に侵入
　3.26 空自航空総隊司令部、横田移転
　3.27 野田内閣総理大臣、核セキュリティサミット

出席
　3.30 弾道ミサイル等に対する破壊措置などの

実施に関する自衛隊行動命令発令（4.13
終結）

　4.13 北朝鮮、「人工衛星」と称する弾道ミサイ
ル発射

　4.13 金正恩氏が北朝鮮国防委員会第1委員長
に就任

　4.17 国連東ティモール統合ミッション
（UNMIT）へのわが国の派遣期間を10か
月（～13.2.28）延長

　4.27 日米安全保障協議委員会（「2+2」）共同
発表

　4.29 中国艦艇3隻が大隅海峡を通過し、太平
洋に進出

　5.17 「日豪情報保護協定」署名
　6.　4 野田改造（第2次）内閣発足、森本防衛

大臣就任
　7.　1 ロシア艦艇26隻が宗谷海峡を通航（～7.2）
　7.　3 初のわが国主催のPSI航空阻止訓練（北

海道、～7.5）
　7.11 中国漁業監視船3隻が尖閣諸島付近のわ

が国領海に侵入
　7.12 中国漁業監視船1隻が尖閣諸島付近のわ

が国領海に侵入
　7.12 内閣府設置法等の一部を改正する法律施

行
　8.10 李明博韓国大統領の竹島上陸
　9.　7 「防衛省・自衛隊によるサイバー空間の安

定的・効果的利用に向けて」を公表
　9.11 政府、尖閣3島購入所有権獲得
　9.23 国連東ティモール統合ミッション

（UNMIT）への自衛官派遣終了
　9.25 中国初の空母「遼寧」就役
10.　1 野田改造（第3次）内閣発足
10.16 中国艦艇7隻が与那国島・仲ノ神島間を

初めて通過
11.26 自衛隊法等の一部改正法の公布、一部

（日米ACSA関係）施行
12.　4 東ティモールにおける能力構築支援事業

を開始
12.　7 弾道ミサイル等に対する破壊措置等の実施

に関する自衛隊行動命令発令（12.12終結）
12.12 北朝鮮、「人工衛星」と称する弾道ミサイ

ル発射
12.13 中国航空機による初の領空（尖閣諸島周

辺上空）侵犯
12.26 第2次安倍内閣発足、小野寺防衛大臣就任

2013
（平25）

　1.16 アルジェリア邦人拘束事件
　1.19 中国海軍艦艇による海自護衛艦搭載ヘリ

に対する火器管制レーダーの照射が疑わ
れる事案

　1.20 国連兵力引き離し隊（UNDOF）への自
衛隊部隊などの派遣終了（隊旗返還式）

　1.20 在外邦人等輸送として、アルジェリア邦
人拘束事件被害者などをアルジェリアか
らわが国に輸送（1.24帰国）

　1.25 「平成25年度の防衛力整備などについて」
安全保障会議・閣議決定

　1.25 「宇宙基本計画」宇宙開発戦略本部決定
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年 防 衛
2018

（平成30）
　1.　9 日米防衛相電話会談
　1.　9 平成29年度日米共同統合演習（指揮所

演習）（～2.3）
　1.15 日スペイン防衛相会談（東京）
　1.21 多国間共同訓練コブラ・ゴールド18へ

の参加（～2.23）
　1.26 空自三沢基地に初のF-35A配備
　1.26 日仏外務・防衛閣僚協議会合（「2＋2」）

（東京）
　1.27 日仏防衛相会談（東京）
　1.29 新潟県佐渡市における給水支援にかか

る災害派遣（～2.2）
　1.30 石川県輪島市における給水支援にかか

る災害派遣（～2.2）
　2.　6 福井県における大雪にかかる災害派遣

（～2.10）
　2.15 福井県福井市における除雪支援にかか

る災害派遣（～2.18）
　2.16 「南スーダン国際平和協力業務実施計画」

変更の閣議決定
　2.21 青森県上北郡東北町における燃料等の

回収にかかる災害派遣（～3.7）
　2.28 日ラトビア防衛相会談（東京）
　3.26 海自練習機TC-90 5機のフィリピンへの

移転完了
　3.27 第22回アジア太平洋地域防衛当局者

フォーラム（東京ディフェンス・フォーラム）
の開催（東京）（～3.28）

　3.27 陸上総隊及び水陸機動団の新編並びに
初の機動師団・旅団への改編

　4.　6 Xバンド防衛通信衛星「きらめき1号」
打ち上げ

　4.　9 日越共同ビジョン署名
　4.　9 日ベトナム防衛相会談（東京）
　4.　9 島根県大田市における給水支援にかか

る災害派遣（～4.11）
　4.11 大分県中津市における山崩れに伴う人

命救助にかかる災害派遣（～4.23）
　4.18 日マレーシア防衛装備品・技術移転協

定署名・発効
　4.20 日米防衛相会談（ワシントンD.C.）
　4.21 日加物品役務相互協定（ACSA）署名
　4.29 沖縄県宮古島市伊良部島における給水

支援にかかる災害派遣（～5.2）
　5.　4 日フィンランド防衛相会談（ヘルシンキ）
　5.　6 日エストニア防衛相会談（タリン）
　5.　9 日中防衛当局間で海空連絡メカニズム

に署名
　5.10 日UAE防衛協力・交流に関する覚書に

署名
　5.15 「海洋基本計画」閣議決定
　5.18 「南スーダン国際平和協力業務実施計画」

変更の閣議決定
　5.21 日シンガポール防衛相会談（東京）
　5.29 日米防衛相会談（ハワイ）
　5.31 日NATO国別パートナーシップ協力計

画（IPCP）改定
　6.　2 小野寺防衛大臣の第17回IISSアジア安全

保障会議（シャングリラ会合）出席（～6.3）
　6.　2 日英防衛相会談（シンガポール）
　6.　2 日フィリピン防衛相会談（シンガポール）
　6.　2 日独防衛相会談（シンガポール）
　6.　2 日米豪防衛相会談（シンガポール）
　6.　2 日ベトナム防衛相会談（シンガポール）
　6.　3 日米韓防衛相会談（シンガポール）
　6.　3 日韓防衛相会談（シンガポール）
　6.　3 日仏防衛相会談（シンガポール）
　6.　8 日中防衛当局間の海空連絡メカニズム

運用開始
　6.14 日米防衛相電話会談
　6.18 大阪府北部を震源とする地震にかかる

災害派遣（～6.26）
　6.19 平成30年度自衛隊統合防災演習（～6.22）
　6.29 日米防衛相会談（東京）
　7.　6 平成30年7月豪雨にかかる災害派遣

（～8.18）
　7.11 平成30年7月豪雨に係る即応予備自衛

官の災害等招集を閣議決定
　7.11 即応予備自衛官に対する災害等招集命令

（～7.31）
　7.13 日仏物品役務相互協定（ACSA）署名
　7.31 日露防衛相会談（モスクワ）
　7.31 日露外務・防衛閣僚協議（「2＋2」）（モ

スクワ）
　8.　6 山形県最上郡戸沢村における給水・給

食にかかる災害派遣（～8.8）
　8.10 日米防衛相電話会談
　8.10 群馬県草津白根山付近における行方不

明機の捜索にかかる災害派遣（～8.11）
　8.20 日印防衛相会談（デリー）
　8.21 日スリランカ防衛相会談（スリジャヤ

ワルダナプラコッテ）
　9.　1 平成30年度在外邦人等保護措置訓練（国

外）（～9.9）
　9.　3 日豪防衛相電話会談
　9.　4 日オランダ防衛相会談（ハーグ）
　9.　4 小野寺防衛大臣とOPCW事務局長との

会談（ハーグ）

国内（主な首脳会談含む）
　1.12 日エストニア首脳会談（タリン）
　1.13 日ラトビア首脳会談（リガ）
　1.13 日リトアニア首脳会談（ビリニュス）
　1.14 日ブルガリア首脳会談（ソフィア）
　1.15 日セルビア首脳会談（ベオグラード）
　1.16 日ルーマニア首脳会談（ブカレスト）
　1.18 日豪首脳会談（東京）
　2.　2 日米首脳電話会談
　2.　6 日独首脳会談（東京）
　2.　7 ペンス米国副大統領の安倍内閣総理大

臣表敬
　2.　9 日韓首脳会談（平昌）
　2.14 日米首脳電話会談
　2.14 日ノルウェー首脳会談（東京）
　2.20 青森県上北郡東北町の小川原湖に米軍

機が燃料タンクを投棄
　2.23 日チリ首脳会談（東京）
　3.　6 日加首脳電話会談
　3.　9 日米首脳電話会談
　3.13 岩礁破砕等行為の差止訴訟について那覇

地裁判決（普天間飛行場代替施設建設）
　3.14 日スリランカ首脳会談（東京）
　3.15 日独首脳電話会談
　3.23 沖縄県が那覇地裁判決を不服として福

岡高裁那覇支部に控訴（普天間飛行場
代替施設建設）

　3.31 牧港補給地区（国道58号沿い）の土
地の返還

　4.　5 日イラク首脳会談（東京）
　4.11 日ブータン首脳会談（東京）
　4.12 日スイス首脳会談（東京）
　4.17 日米首脳会談（フロリダ）
　4.28 日米首脳電話会談
　4.29 日韓首脳電話会談
　4.30 日UAE首脳会談（アブダビ）
　5.　1 日ヨルダン首脳会談（ヨルダン）
　5.　1 日パレスチナ首脳会談（パレスチナ）
　5.　2 日イスラエル首脳会談（イスラエル）
　5.　4 日中首脳電話会談
　5.　9 日中韓サミット（東京）
　5.10 日米首脳電話会談
　5.15 日サモア首脳会談（東京）
　5.16 日フィジー首脳会談（東京）
　5.18 安倍内閣総理大臣の第8回太平洋・島

サミット出席（福島）（～5.19）
　5.24 安倍内閣総理大臣のロシア訪問（～5.26）
　5.25 日仏首脳会談（サンクトペテルブルク）
　5.26 日露首脳会談（モスクワ）
　5.28 日米首脳電話会談
　6.　7 日米首脳会談（ワシントンD.C.）
　6.　8 安倍内閣総理大臣のG7シャルルボワ・

サミット出席（～6.9）
　6.　8 日独首脳会談（シャルルボワ）
　6.　8 日英首脳会談（シャルルボワ）
　6.　8 日伊首脳会談（シャルルボワ）
　6.　8 日加首脳会談（シャルルボワ）
　6.11 日米首脳電話会談
　6.12 日ラオス首脳会談（東京）
　6.12 日米首脳電話会談
　7.17 日EU定期首脳協議（東京）
　8.　1 日マルタ首脳会談（東京）
　8.　7 日セントビンセント首脳会談（東京）
　8.22 日米首脳電話会談
　9.　5 日エクアドル首脳会談（東京）
　9.10 日露首脳会談（ウラジオストク）
　9.11 日モンゴル首脳会談（ウラジオストク）
　9.12 日中首脳会談（ウラジオストク）
　9.24 日トルコ首脳会談（ニューヨーク）
　9.25 日韓首脳会談（ニューヨーク）
　9.26 日イラン首脳会談（ニューヨーク）
　9.26 日米首脳会談（ニューヨーク）
10.　5 日タジキスタン首脳会談（東京）
10.　8 日ベトナム首脳会談（東京）
10.　8 日カンボジア首脳会談（東京）
10.　8 日ラオス首脳会談（東京）
10.　8 日タイ首脳会談（東京）
10.　9 第10回日・メコン地域諸国首脳会議

（東京）
10.　9 アウン・サン・スー・チー・ミャン

マー国家最高顧問との会談（東京）
10.12 日リトアニア首脳会談（東京）
10.16 日スペイン首脳会談（マドリード）
10.17 日仏首脳会談（パリ）
10.18 第12回ASEM首脳会談（ブリュッセル）

（～10.19）
10.18 第2回「V4＋日本」首脳会談（ブリュッ

セル）
10.18 日EU首脳会談（ブリュッセル）
10.18 日独首脳会談（ブリュッセル）
10.19 日伊首脳会談（ブリュッセル）
10.19 日シンガポール首脳会談（ブリュッセル）
10.19 日オーストリア首脳会談（ブリュッセル）
10.26 日中首脳会談（北京）
10.29 日印首脳会談（東京）
11.　6 日マレーシア首脳会談（東京）
11.　9 日米首脳電話会談
11.14 日ASEAN首脳会談（シンガポール）
11.14 日露首脳会談（シンガポール）

国 際
　1.　9 南北高官級協議
　1.10 潜水航行する中国潜水艦1隻が宮古島及び大正島周辺のわが国接続水域

に入域（～1.11）
　1.11 中国艦艇1隻が大正島周辺のわが国接続水域に入域
　1.17 米海軍駆逐艦1隻が南シナ海のスカーボロ礁の12海里以内で「航行の自

由作戦」を実施（報道）
　1.19 米国家防衛戦略発表
　1.29 中国の情報収集機1機が対馬海峡を通過し、東シナ海から日本海に進出
　1.29 中国艦艇1隻が対馬海峡を北上、一時的に日本海に進出した後に同海峡

を南下
　1.31 トランプ米国大統領一般教書演説
　2.　2 米国「核態勢の見直し」（NPR）を発表
　2.　5 モルディブ非常事態宣言
　2.　8 北朝鮮、軍事パレードを実施
　2.　9 平昌オリンピック（～2.25）
　2.10 スリランカ非常事態宣言
　2.14 南アフリカ、ズマ大統領辞任
　2.15 エチオピア首相辞任
　2.15 米国など、2017年6月に大規模な被害をもたらしたランサムウェア「Not 

Petya」が露によるものとして非難
　2.16 エチオピア非常事態宣言
　2.23 米豪首脳会談
　2.26 中国艦艇1隻が日本海進出（～2.28）
　2.27 中国のY-9情報収集機1機による対馬海峡の西水道通過を初確認
　3.　1 ロシアのプーチン大統領が年次教書演説で新型兵器を紹介
　3.　5 第13回全国人民代表大会（全人代）第1回会議（～3.20）
　3.　5 韓国、特別使節団が北朝鮮を訪問、金正恩委員長と会談
　3.　9 平昌パラリンピック（～3.18）
　3.18 プーチン露大統領再選（4期目）
　3.18 トルコ政府、シリア・アフリン市の制圧を発表
　3.23 中国の爆撃機4機、情報収集機1機、電子戦機1機が沖縄本島・宮古島間を通

過して太平洋に至り、その後反転して沖縄本島と宮古島間を通過して大陸へ飛
行。同時刻、戦闘機（推定）2機も東シナ海から沖縄本島・宮古島間まで飛行

　3.23 仏南部トレブにおいて人質たてこもり事案発生
　3.23 米海軍駆逐艦1隻が南シナ海の南沙諸島・ミスチーフ礁の12海里以内で

「航行の自由作戦」を実施（報道）
　3.25 北朝鮮、金正恩委員長訪中（～3.28）
　3.26 中朝首脳会談
　3.26 エジプト大統領選挙
　4.　5 中国艦艇3隻が沖縄本島・宮古島間を通過して太平洋へ進出
　4.10 中国の無人機（BZK-005）とみられる機体が東シナ海（わが国の防空識

別圏内）を飛行
　4.12 中国、南シナ海で海上閲兵式を開催
　4.14 米英仏、シリアの化学兵器関連施設に対する軍事行動
　4.18 中国の爆撃機2機が沖縄本島と宮古島間を通過して太平洋に至り、バ

シー海峡方面へ飛行
　4.19 中国の爆撃機2機、戦闘機（推定）2機、電子戦機1機、情報収集機1機

が沖縄本島・宮古島間を通過して太平洋に至り、その後、爆撃機2機、
電子戦機1機、情報収集機1機はバシー海峡方面へ飛行

　4.20 北朝鮮、「核実験と大陸間弾道弾ロケット試験発射」の中止及び核実験
場の廃棄を表明

　4.20 中国の爆撃機2機が沖縄本島・宮古島間を通過して太平洋に至り、バ
シー海峡方面へ飛行

　4.20 中国の空母「遼寧」の艦載戦闘機（推定）が太平洋上で飛行するのを初
確認

　4.21 空母「遼寧」を含む中国艦艇7隻が沖縄本島と宮古島間を通過し東シナ
海へ移動

　4.24 中国艦艇1隻が日本海進出（～4.29）
　4.26 中国の爆撃機2機、戦闘機（推定）2機、電子戦機1機、情報収集機1機

が沖縄本島・宮古島間を通過して太平洋に至り、戦闘機（推定）2機は
反転して沖縄本島・宮古島間を再通過し大陸方面へ飛行、爆撃機2機、
電子戦機1機、情報収集機1機はバシー海峡方面へ飛行

　4.27 南北首脳会談、「板門店宣言文」合意
　4.28 中国の情報収集機1機が対馬海峡を通過し、東シナ海から日本海に進出
　5.　8 中朝首脳会談
　5.　8 トランプ米国大統領、イランとの核合意からの離脱を発表
　5.11 中国の爆撃機2機、戦闘機（推定）2機は沖縄本島・宮古島間を通過し

て太平洋に至り、戦闘機（推定）2機はその後反転して再び沖縄本島・
宮古島間を通過し大陸方面に飛行、爆撃機2機はバシー海峡方面へ飛行。
爆撃機2機、情報収集機1機及び電子戦機1機はバシー海峡方面の太平
洋から沖縄本島・宮古島間を通過して東シナ海へ移動

　5.12 仏パリ中心部オペラ座付近で襲撃事案発生
　5.13 インドネシア・スラバヤの教会で自爆テロ事案が発生
　5.13 中国初の国産空母、第1回目の海上試験を実施（～5.18）
　5.18 中国の爆撃機などが南シナ海で離着陸訓練を実施（西沙諸島ウッディー

島との指摘）
　5.21 米国、新たな対イラン戦略を発表
　5.25 中国の爆撃機2機が沖縄本島と宮古島間を通過して東シナ海へ飛行
　5.26 南北首脳会談
　5.27 米海軍駆逐艦1隻・巡洋艦1隻が南シナ海の西沙諸島の12海里以内で

「航行の自由作戦」を実施（報道）
　6.　3 中国艦艇1隻が沖縄本島・宮古島間を通過して日本海へ進出
　6.　4 中国の情報収集機1機が沖縄本島と宮古島間を通過して太平洋に至り、

バシー海峡方面へ飛行した後反転し、再び沖縄本島と宮古島間を通過
　6.　4 中国艦艇1隻が沖縄本島・宮古島間を通過し東シナ海へ移動
　6.12 米朝首脳会談
　6.17 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を南東進し、太平洋へ向け

て航行
　6.18 米国防省、フリーダム・ガーディアンの停止を発表
　6.19 金正恩委員長訪中（～6.20）
　6.19 中朝首脳会談
　6.22 米国防省、韓国海兵隊派遣プログラムの停止を発表
　6.23 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を北進し、東シナ海へ向け

て航行
　6.24 中国艦艇1隻が日本海進出（～6.29）
　6.24 トルコ大統領選挙及び議会総選挙
　6.27 南スーダンで恒久的停戦合意が成立
　6.29 中国海軍病院船が、尖閣諸島大正島北のわが国接続水域に入域

年 月日 主要事象
2016

（平28）
　6.16 中国艦艇5隻が沖縄本島・宮古島間を通

過して太平洋に進出
　6.20 ロシア艦艇10隻が宗谷海峡を通過しオ

ホーツク海へ移動
　6.22 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　7.　2 バングラデシュ武装集団による人質立て

籠もり事案発生
（邦人7名死亡）ISILネット上に犯行声明

　7.　8 米韓、在韓米軍へのTHAAD配備決定
　7.　9 北朝鮮、潜水艦発射弾道ミサイル1発発

射
　7.11 南スーダンでの衝突事案に際して、在外

邦人等輸送を実施するため、南スーダン
首都ジュバに空自航空機を派遣（～7.26）

　7.12 仲裁裁判所が、南シナ海に関する仲裁手
続きにおいて、フィリピンの申し立てを
ほぼ全て認める内容の最終判断を発出

　7.15 仏・ニースでトラック突入によるテロが
発生

　7.18 中国空軍、南シナ海の戦闘パトロールを
常態化させる旨発表

　7.19 北朝鮮、弾道ミサイル3発発射
　8.　3 稲田防衛大臣就任
　8.　3 第3次安倍改造（第2次）内閣発足
　8.　3 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射

（1発がわが国排他的経済水域（EEZ）内
に落下）

　8.　5 尖閣諸島周辺海域で中国漁船200～300隻
が操業。中国公船が初めて漁船に続き同
一海域で領海侵入（5日間で延べ15隻・
～8.9）

　8.12 中国海軍艦艇3隻が沖縄本島・宮古島間
を通過して太平洋に進出

　8.18 中国の早期警戒機及び爆撃機2機が対馬
海峡を通過して日本海に進出

　8.24 北朝鮮、潜水艦発射弾道ミサイル1発発
射

　8.30 岩手県における台風10号に伴う大雨にか
かる災害派遣（～9.16）

　8.31 北海道における台風10号に伴う大雨にか
かる災害派遣（～9.18）

　9.　5 北朝鮮、弾道ミサイル3発発射
（わが国排他的経済水域（EEZ）内に落
下）

　9.　9 北朝鮮、5度目の核実験を実施
　9.12 米軍再編にかかる初の回転翼機及びティ

ルト・ローター機などの沖縄県外への訓
練移転（～10.5）

　9.25 中国の爆撃機4機、情報収集機2機及び戦
闘機（推定）2機が沖縄本島と宮古島間
を通過して太平洋に進出

（戦闘機（推定）の通過は初）
10.15 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射
10.20 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射
10.21 米海軍駆逐艦が南シナ海西沙諸島周辺を

航行し、「航行の自由作戦」を実施
10.27 中国の早期警戒機、情報収集機が沖縄本

島と宮古島間を通過し、太平洋に進出
10.28 「日米豪防衛当局間情報共有取決め」署

名・発効
11.　1 「海賊対処要項」変更にかかる閣議決定

（ソマリア沖・アデン湾において海賊対処
行動に従事する艦艇を2隻から1隻に変
更）

11.15 「南スーダン国際平和協力業務実施計画」
変更の閣議決定

（駆け付け警護の任務を付与）
11.18 ロシア軍、択捉島及び国後島への地対艦

ミサイル配備を発表
11.23 「日韓秘密軍事情報保護協定」署名・発効
11.25 爆撃機2機、情報収集機2機、戦闘機2機

が、沖縄本島と宮古島間の上空を通過
（うち戦闘機を除く4機は先島諸島南方か
ら飛来）

12.　1 日仏防衛装備品・技術移転協定発効
12.10 中国の戦闘機2機、爆撃機2機、情報収集

機2機が東シナ海から沖縄本島と宮古島
間を通過（うち戦闘機を除く4機がバシー
海峡方向に向けて飛行）

12.22 自衛隊法第95条の2の運用に関する指針
（国家安全保障会議決定）

12.22 弾道ミサイル防衛用能力向上型迎撃ミサ
イル（SM-3ブロックⅡA）の共同生産・
配備段階への移行（国家安全保障会議決
定）

12.25 中国海軍空母を含む艦艇6隻が沖縄本島・
宮古島間を通過し、西太平洋に進出（同
空母の太平洋進出は初確認）

12.26 翁長沖縄県知事が、公有水面埋立承認取
消処分を取消し（普天間飛行場代替施設
建設事業）

12.27 「2016年中国の宇宙」白書発表
2017

（平29）
　1.　9 中国の爆撃機6機、早期警戒機、情報収

集機が対馬海峡を通過し、日本海に進出
　1.14 新たな日豪物品役務相互提供協定（ACSA）

署名
　1.24 ロシア爆撃機2機、わが国周辺を一周す

る経路で飛行
　1.26 日英物品役務相互提供協定（ACSA）署名

年 月日 主要事象
2017

（平29）
　2.　8 米海軍P3哨戒機と中国軍用機異常接近

（南シナ海）
　2.12 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射
　3.　2 中国の早期警戒機、爆撃機（推定）6機、

戦闘機（推定）6機が沖縄本島と宮古島
間上空を通過し、太平洋に進出（過去最
多13機）

　3.　2 中国艦艇が沖縄本島・宮古島間を通過し
て東シナ海へ移動

　3.　5 中国艦艇が大隅海峡を西航
　3.　6 北朝鮮、弾道ミサイル4発発射（3発がわ

が国排他的経済水域（EEZ）内に落下）
　3.22 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射
　3.23 中国艦艇が沖縄本島・宮古島間を通過し

て東シナ海へ移動
　3.27 海自機TC-90のフィリピン移転
　3.27 次期輸送機（XC-2）開発完了
　4.　2 中国艦艇が沖縄本島・宮古島間を通過し

て太平洋へ進出
　4.　5 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射
　4.　6 米国による対シリア攻撃
　4.16 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射
　4.18 中国艦艇が大隅海峡を西航
　4.20 中国、初の無人補給船「天舟1号」打ち

上げ
　4.24 中国艦艇が沖縄本島・宮古島間を通過し

て太平洋へ進出
　4.26 中国国産空母の進水
　4.29 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射
　5.14 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射
　5.18 尖閣諸島領海侵入中の中国公船船橋前部

付近において、小型無人機（ドローン）
らしき物体が飛行

　5.21 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射
　5.23 フィリピンのミンダナオ地域における戒

厳令の布告
　5.24 米海軍駆逐艦が南シナ海の南沙諸島・ミ

スチーフ礁の12海里以内を航行し、「航
行の自由作戦」を実施（報道）

　5.29 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射（わが国
排他的経済水域（EEZ）内に落下）

　5.31 国連南スーダン共和国ミッション
（UNMISS）への自衛隊部隊の派遣終了

　7.　1 南西航空方面隊の新編
　7.　2 中国海軍ドンディアオ級情報収集艦1隻

が北海道松前町小島周辺南西のわが国領
海内を航行

　7.　2 米海軍駆逐艦が南シナ海の西沙諸島・ト
リトン島の12海里以内で「航行の自由作
戦」を実施（報道）

　7.　4 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射（わが国
排他的経済水域（EEZ）内に落下）

　7.　5 平成29年7月九州北部豪雨にかかる災害
派遣（～8.20）

　7.　5 ロシア艦艇16隻が宗谷海峡を通過し日本
海へ移動

　7.13 中国の爆撃機2機が沖縄本島・宮古島間
を通過して太平洋へ進出。別の爆撃機4
機が沖縄本島と宮古島の間を抜けて東シ
ナ海方面に飛行

　7.15 中国公船2隻が対馬下島（長崎県対馬市）
の南西及び沖ノ島（福岡県宗像市）の北
のわが国領海内を航行

　7.17 日独防衛装備品・技術移転協定署名・発
効（ベルリン）

　7.17 中国公船2隻が艫作埼（青森県西津軽郡）
の西北西及び龍飛埼（青森県東津軽郡）
の北東のわが国領海内を航行

　7.20 中国の電子戦機、情報収集機、爆撃機4
機が沖縄本島と宮古島の間を抜け、東シ
ナ海方面に飛行。爆撃機4機が沖縄本島・
宮古島間を通過し、東シナ海から太平洋
に進出

　7.24 中国の爆撃機が沖縄本島と宮古島間を抜
け、東シナ海方面に飛行

　7.28 岸田防衛大臣就任
　7.28 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射（わが国

排他的経済水域（EEZ）内に落下）
　8.　1 中国駐ジブチ保障基地の進駐式を実施
　8.　3 小野寺防衛大臣就任
　8.　9 中国の電子戦機が沖縄本島と宮古島間を

通過し、東シナ海方面に飛行
　8.10 米海軍駆逐艦が南シナ海の南沙諸島・ミ

スチーフ礁の12海里以内で「航行の自由
作戦」を実施（報道）

　8.12 中国の電子戦機、爆撃機2機が沖縄本島と
宮古島間を通過し、東シナ海方面に飛行

　8.13 中国の電子戦機2機が沖縄本島と宮古島
間を通過し、東シナ海方面に飛行

　8.14 中国の電子戦機が沖縄本島と宮古島間を
通過し、東シナ海方面に飛行

　8.17 スペイン・バルセロナで車両突入事案発生
　8.18 日英物品役務相互提供協定（ACSA）発効
　8.23 ロシアの爆撃機2機が、わが国周辺を一

周する経路で飛行

年 月日 主要事象
2017

（平29）
　8.24 中国の爆撃機6機が沖縄本島と宮古島間

を通過後、九州及び四国の南の太平洋上
を飛行し、紀伊半島沖で反転して同様の
経路で東シナ海に飛行（中国機が太平洋
へ進出後、北東へ飛行したのは初）

　8.26 海自SH-60Jヘリコプターが青森県竜飛崎
西方海上に墜落

　8.26 ドクラム地区における印中両軍の対峙に
関し、インドは両国の撤退合意を発表

　8.29 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射（わが国
上空を通過）

　9.　3 北朝鮮、「ICBM装着用水爆実験」と称す
る6度目の核実験

　9.　6 新たな日豪物品役務相互提供協定（ACSA）
発効

　9.15 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射（わが国
上空を通過）

10.　1 米ラスベガスで銃撃事案発生
10.10 米海軍駆逐艦が南シナ海の西沙諸島周辺

で「航行の自由作戦」を実施（報道）
10.11 沖縄県国頭郡東村に米軍ヘリが緊急着

陸・炎上
10.17 空自UH－60Jヘリコプターが静岡県浜松

市南方の太平洋上に墜落
11.11 米空母3個打撃群が西太平洋で合同軍事

演習を実施（～11.14）
11.18 中国の情報収集機が東シナ海から沖縄本

島と宮古島間を通過し、バシー海峡方向
に飛行

11.19 中国の爆撃機4機、情報収集機、電子戦
機が東シナ海から沖縄本島と宮古島間を
通過して太平洋に至り、その後再び沖縄
本島と宮古島間を通過して東シナ海方面
に飛行

11.20 米政府、北朝鮮を「テロ支援国家」に再
指定

11.23 中国の爆撃機4機、情報収集機が沖縄本
島と宮古島間を通過して太平洋に至り、
その後再び沖縄本島と宮古島間を通過し
て東シナ海を航行。また、情報収集機が
先島諸島の南太平洋を経て沖縄本島と宮
古島間を通過し、東シナ海方面に飛行

11.28 中国艦艇が沖縄本島・宮古島間を通過し
て東シナ海へ移動

11.29 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射（わが国
排他的経済水域（EEZ）内に落下）

12.　5 中国艦艇が大隅海峡を東航し太平洋に進出
12.　7 中国の早期警戒機、爆撃機4機が沖縄本

島と宮古島間を通過し太平洋に至り、そ
の後再び沖縄本島と宮古島間を通過

12.　7 中国艦艇が沖縄本島・宮古島間を通過し
て東シナ海へ移動

12.　9 中国の爆撃機4機、電子戦機が沖縄本島
と宮古島間を通過して太平洋に至り、そ
の後再び沖縄本島と宮古島間を通過して
東シナ海方面に飛行

12.　9 イラク政府、ISILからの全土解放を宣言
12.11 中国の爆撃機2機、戦闘機（推定）2機、

情報収集機、電子戦機が沖縄本島と宮古
島間を通過して太平洋に至り、その後、
戦闘機（推定）2機は反転して沖縄本島
と宮古島間を再度通過して大陸方面へ飛
行。爆撃機、電子戦機、情報収集機は先
島諸島南の太平洋側を経てバシー海峡方
面へ飛行

12.11 プーチン大統領、シリアを訪問し、大半
の部隊を撤退させると発表（シリア内の
2つの基地は今後も恒常的に運用すると
も）

12.13 沖縄県宜野湾市の普天間第2小学校に米
軍ヘリの窓が落下

12.17 情報収集機、電子戦機2機が沖縄本島と
宮古島間を通過し、東シナ海へ飛行

12.18 中国の電子戦機が沖縄本島と宮古島間を
通過し、東シナ海へ飛行

12.18 米国国家安全保障戦略発表
12.18 中国軍Su-30戦闘機、日本海進出を初確

認
12.19 「弾道ミサイル防衛能力の抜本的向上につ

いて」国家安全保障会議・閣議決定
12.19 米国、2017年5月の悪意あるプログラム

「ワナクライ」を用いたサイバー攻撃が北
朝鮮によるものとして非難

12.20 中国の電子戦機が沖縄本島と宮古島間を
通過し、東シナ海へ飛行
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年 防 衛
2018

（平成30）
　1.　9 日米防衛相電話会談
　1.　9 平成29年度日米共同統合演習（指揮所

演習）（～2.3）
　1.15 日スペイン防衛相会談（東京）
　1.21 多国間共同訓練コブラ・ゴールド18へ

の参加（～2.23）
　1.26 空自三沢基地に初のF-35A配備
　1.26 日仏外務・防衛閣僚協議会合（「2＋2」）

（東京）
　1.27 日仏防衛相会談（東京）
　1.29 新潟県佐渡市における給水支援にかか

る災害派遣（～2.2）
　1.30 石川県輪島市における給水支援にかか

る災害派遣（～2.2）
　2.　6 福井県における大雪にかかる災害派遣

（～2.10）
　2.15 福井県福井市における除雪支援にかか

る災害派遣（～2.18）
　2.16 「南スーダン国際平和協力業務実施計画」

変更の閣議決定
　2.21 青森県上北郡東北町における燃料等の

回収にかかる災害派遣（～3.7）
　2.28 日ラトビア防衛相会談（東京）
　3.26 海自練習機TC-90 5機のフィリピンへの

移転完了
　3.27 第22回アジア太平洋地域防衛当局者

フォーラム（東京ディフェンス・フォーラム）
の開催（東京）（～3.28）

　3.27 陸上総隊及び水陸機動団の新編並びに
初の機動師団・旅団への改編

　4.　6 Xバンド防衛通信衛星「きらめき1号」
打ち上げ

　4.　9 日越共同ビジョン署名
　4.　9 日ベトナム防衛相会談（東京）
　4.　9 島根県大田市における給水支援にかか

る災害派遣（～4.11）
　4.11 大分県中津市における山崩れに伴う人

命救助にかかる災害派遣（～4.23）
　4.18 日マレーシア防衛装備品・技術移転協

定署名・発効
　4.20 日米防衛相会談（ワシントンD.C.）
　4.21 日加物品役務相互協定（ACSA）署名
　4.29 沖縄県宮古島市伊良部島における給水

支援にかかる災害派遣（～5.2）
　5.　4 日フィンランド防衛相会談（ヘルシンキ）
　5.　6 日エストニア防衛相会談（タリン）
　5.　9 日中防衛当局間で海空連絡メカニズム

に署名
　5.10 日UAE防衛協力・交流に関する覚書に

署名
　5.15 「海洋基本計画」閣議決定
　5.18 「南スーダン国際平和協力業務実施計画」

変更の閣議決定
　5.21 日シンガポール防衛相会談（東京）
　5.29 日米防衛相会談（ハワイ）
　5.31 日NATO国別パートナーシップ協力計

画（IPCP）改定
　6.　2 小野寺防衛大臣の第17回IISSアジア安全

保障会議（シャングリラ会合）出席（～6.3）
　6.　2 日英防衛相会談（シンガポール）
　6.　2 日フィリピン防衛相会談（シンガポール）
　6.　2 日独防衛相会談（シンガポール）
　6.　2 日米豪防衛相会談（シンガポール）
　6.　2 日ベトナム防衛相会談（シンガポール）
　6.　3 日米韓防衛相会談（シンガポール）
　6.　3 日韓防衛相会談（シンガポール）
　6.　3 日仏防衛相会談（シンガポール）
　6.　8 日中防衛当局間の海空連絡メカニズム

運用開始
　6.14 日米防衛相電話会談
　6.18 大阪府北部を震源とする地震にかかる

災害派遣（～6.26）
　6.19 平成30年度自衛隊統合防災演習（～6.22）
　6.29 日米防衛相会談（東京）
　7.　6 平成30年7月豪雨にかかる災害派遣

（～8.18）
　7.11 平成30年7月豪雨に係る即応予備自衛

官の災害等招集を閣議決定
　7.11 即応予備自衛官に対する災害等招集命令

（～7.31）
　7.13 日仏物品役務相互協定（ACSA）署名
　7.31 日露防衛相会談（モスクワ）
　7.31 日露外務・防衛閣僚協議（「2＋2」）（モ

スクワ）
　8.　6 山形県最上郡戸沢村における給水・給

食にかかる災害派遣（～8.8）
　8.10 日米防衛相電話会談
　8.10 群馬県草津白根山付近における行方不

明機の捜索にかかる災害派遣（～8.11）
　8.20 日印防衛相会談（デリー）
　8.21 日スリランカ防衛相会談（スリジャヤ

ワルダナプラコッテ）
　9.　1 平成30年度在外邦人等保護措置訓練（国

外）（～9.9）
　9.　3 日豪防衛相電話会談
　9.　4 日オランダ防衛相会談（ハーグ）
　9.　4 小野寺防衛大臣とOPCW事務局長との

会談（ハーグ）

国内（主な首脳会談含む）
　1.12 日エストニア首脳会談（タリン）
　1.13 日ラトビア首脳会談（リガ）
　1.13 日リトアニア首脳会談（ビリニュス）
　1.14 日ブルガリア首脳会談（ソフィア）
　1.15 日セルビア首脳会談（ベオグラード）
　1.16 日ルーマニア首脳会談（ブカレスト）
　1.18 日豪首脳会談（東京）
　2.　2 日米首脳電話会談
　2.　6 日独首脳会談（東京）
　2.　7 ペンス米国副大統領の安倍内閣総理大

臣表敬
　2.　9 日韓首脳会談（平昌）
　2.14 日米首脳電話会談
　2.14 日ノルウェー首脳会談（東京）
　2.20 青森県上北郡東北町の小川原湖に米軍

機が燃料タンクを投棄
　2.23 日チリ首脳会談（東京）
　3.　6 日加首脳電話会談
　3.　9 日米首脳電話会談
　3.13 岩礁破砕等行為の差止訴訟について那覇

地裁判決（普天間飛行場代替施設建設）
　3.14 日スリランカ首脳会談（東京）
　3.15 日独首脳電話会談
　3.23 沖縄県が那覇地裁判決を不服として福

岡高裁那覇支部に控訴（普天間飛行場
代替施設建設）

　3.31 牧港補給地区（国道58号沿い）の土
地の返還

　4.　5 日イラク首脳会談（東京）
　4.11 日ブータン首脳会談（東京）
　4.12 日スイス首脳会談（東京）
　4.17 日米首脳会談（フロリダ）
　4.28 日米首脳電話会談
　4.29 日韓首脳電話会談
　4.30 日UAE首脳会談（アブダビ）
　5.　1 日ヨルダン首脳会談（ヨルダン）
　5.　1 日パレスチナ首脳会談（パレスチナ）
　5.　2 日イスラエル首脳会談（イスラエル）
　5.　4 日中首脳電話会談
　5.　9 日中韓サミット（東京）
　5.10 日米首脳電話会談
　5.15 日サモア首脳会談（東京）
　5.16 日フィジー首脳会談（東京）
　5.18 安倍内閣総理大臣の第8回太平洋・島

サミット出席（福島）（～5.19）
　5.24 安倍内閣総理大臣のロシア訪問（～5.26）
　5.25 日仏首脳会談（サンクトペテルブルク）
　5.26 日露首脳会談（モスクワ）
　5.28 日米首脳電話会談
　6.　7 日米首脳会談（ワシントンD.C.）
　6.　8 安倍内閣総理大臣のG7シャルルボワ・

サミット出席（～6.9）
　6.　8 日独首脳会談（シャルルボワ）
　6.　8 日英首脳会談（シャルルボワ）
　6.　8 日伊首脳会談（シャルルボワ）
　6.　8 日加首脳会談（シャルルボワ）
　6.11 日米首脳電話会談
　6.12 日ラオス首脳会談（東京）
　6.12 日米首脳電話会談
　7.17 日EU定期首脳協議（東京）
　8.　1 日マルタ首脳会談（東京）
　8.　7 日セントビンセント首脳会談（東京）
　8.22 日米首脳電話会談
　9.　5 日エクアドル首脳会談（東京）
　9.10 日露首脳会談（ウラジオストク）
　9.11 日モンゴル首脳会談（ウラジオストク）
　9.12 日中首脳会談（ウラジオストク）
　9.24 日トルコ首脳会談（ニューヨーク）
　9.25 日韓首脳会談（ニューヨーク）
　9.26 日イラン首脳会談（ニューヨーク）
　9.26 日米首脳会談（ニューヨーク）
10.　5 日タジキスタン首脳会談（東京）
10.　8 日ベトナム首脳会談（東京）
10.　8 日カンボジア首脳会談（東京）
10.　8 日ラオス首脳会談（東京）
10.　8 日タイ首脳会談（東京）
10.　9 第10回日・メコン地域諸国首脳会議

（東京）
10.　9 アウン・サン・スー・チー・ミャン

マー国家最高顧問との会談（東京）
10.12 日リトアニア首脳会談（東京）
10.16 日スペイン首脳会談（マドリード）
10.17 日仏首脳会談（パリ）
10.18 第12回ASEM首脳会談（ブリュッセル）

（～10.19）
10.18 第2回「V4＋日本」首脳会談（ブリュッ

セル）
10.18 日EU首脳会談（ブリュッセル）
10.18 日独首脳会談（ブリュッセル）
10.19 日伊首脳会談（ブリュッセル）
10.19 日シンガポール首脳会談（ブリュッセル）
10.19 日オーストリア首脳会談（ブリュッセル）
10.26 日中首脳会談（北京）
10.29 日印首脳会談（東京）
11.　6 日マレーシア首脳会談（東京）
11.　9 日米首脳電話会談
11.14 日ASEAN首脳会談（シンガポール）
11.14 日露首脳会談（シンガポール）

国 際
　1.　9 南北高官級協議
　1.10 潜水航行する中国潜水艦1隻が宮古島及び大正島周辺のわが国接続水域

に入域（～1.11）
　1.11 中国艦艇1隻が大正島周辺のわが国接続水域に入域
　1.17 米海軍駆逐艦1隻が南シナ海のスカーボロ礁の12海里以内で「航行の自

由作戦」を実施（報道）
　1.19 米国家防衛戦略発表
　1.29 中国の情報収集機1機が対馬海峡を通過し、東シナ海から日本海に進出
　1.29 中国艦艇1隻が対馬海峡を北上、一時的に日本海に進出した後に同海峡

を南下
　1.31 トランプ米国大統領一般教書演説
　2.　2 米国「核態勢の見直し」（NPR）を発表
　2.　5 モルディブ非常事態宣言
　2.　8 北朝鮮、軍事パレードを実施
　2.　9 平昌オリンピック（～2.25）
　2.10 スリランカ非常事態宣言
　2.14 南アフリカ、ズマ大統領辞任
　2.15 エチオピア首相辞任
　2.15 米国など、2017年6月に大規模な被害をもたらしたランサムウェア「Not 

Petya」が露によるものとして非難
　2.16 エチオピア非常事態宣言
　2.23 米豪首脳会談
　2.26 中国艦艇1隻が日本海進出（～2.28）
　2.27 中国のY-9情報収集機1機による対馬海峡の西水道通過を初確認
　3.　1 ロシアのプーチン大統領が年次教書演説で新型兵器を紹介
　3.　5 第13回全国人民代表大会（全人代）第1回会議（～3.20）
　3.　5 韓国、特別使節団が北朝鮮を訪問、金正恩委員長と会談
　3.　9 平昌パラリンピック（～3.18）
　3.18 プーチン露大統領再選（4期目）
　3.18 トルコ政府、シリア・アフリン市の制圧を発表
　3.23 中国の爆撃機4機、情報収集機1機、電子戦機1機が沖縄本島・宮古島間を通

過して太平洋に至り、その後反転して沖縄本島と宮古島間を通過して大陸へ飛
行。同時刻、戦闘機（推定）2機も東シナ海から沖縄本島・宮古島間まで飛行

　3.23 仏南部トレブにおいて人質たてこもり事案発生
　3.23 米海軍駆逐艦1隻が南シナ海の南沙諸島・ミスチーフ礁の12海里以内で

「航行の自由作戦」を実施（報道）
　3.25 北朝鮮、金正恩委員長訪中（～3.28）
　3.26 中朝首脳会談
　3.26 エジプト大統領選挙
　4.　5 中国艦艇3隻が沖縄本島・宮古島間を通過して太平洋へ進出
　4.10 中国の無人機（BZK-005）とみられる機体が東シナ海（わが国の防空識

別圏内）を飛行
　4.12 中国、南シナ海で海上閲兵式を開催
　4.14 米英仏、シリアの化学兵器関連施設に対する軍事行動
　4.18 中国の爆撃機2機が沖縄本島と宮古島間を通過して太平洋に至り、バ

シー海峡方面へ飛行
　4.19 中国の爆撃機2機、戦闘機（推定）2機、電子戦機1機、情報収集機1機

が沖縄本島・宮古島間を通過して太平洋に至り、その後、爆撃機2機、
電子戦機1機、情報収集機1機はバシー海峡方面へ飛行

　4.20 北朝鮮、「核実験と大陸間弾道弾ロケット試験発射」の中止及び核実験
場の廃棄を表明

　4.20 中国の爆撃機2機が沖縄本島・宮古島間を通過して太平洋に至り、バ
シー海峡方面へ飛行

　4.20 中国の空母「遼寧」の艦載戦闘機（推定）が太平洋上で飛行するのを初
確認

　4.21 空母「遼寧」を含む中国艦艇7隻が沖縄本島と宮古島間を通過し東シナ
海へ移動

　4.24 中国艦艇1隻が日本海進出（～4.29）
　4.26 中国の爆撃機2機、戦闘機（推定）2機、電子戦機1機、情報収集機1機

が沖縄本島・宮古島間を通過して太平洋に至り、戦闘機（推定）2機は
反転して沖縄本島・宮古島間を再通過し大陸方面へ飛行、爆撃機2機、
電子戦機1機、情報収集機1機はバシー海峡方面へ飛行

　4.27 南北首脳会談、「板門店宣言文」合意
　4.28 中国の情報収集機1機が対馬海峡を通過し、東シナ海から日本海に進出
　5.　8 中朝首脳会談
　5.　8 トランプ米国大統領、イランとの核合意からの離脱を発表
　5.11 中国の爆撃機2機、戦闘機（推定）2機は沖縄本島・宮古島間を通過し

て太平洋に至り、戦闘機（推定）2機はその後反転して再び沖縄本島・
宮古島間を通過し大陸方面に飛行、爆撃機2機はバシー海峡方面へ飛行。
爆撃機2機、情報収集機1機及び電子戦機1機はバシー海峡方面の太平
洋から沖縄本島・宮古島間を通過して東シナ海へ移動

　5.12 仏パリ中心部オペラ座付近で襲撃事案発生
　5.13 インドネシア・スラバヤの教会で自爆テロ事案が発生
　5.13 中国初の国産空母、第1回目の海上試験を実施（～5.18）
　5.18 中国の爆撃機などが南シナ海で離着陸訓練を実施（西沙諸島ウッディー

島との指摘）
　5.21 米国、新たな対イラン戦略を発表
　5.25 中国の爆撃機2機が沖縄本島と宮古島間を通過して東シナ海へ飛行
　5.26 南北首脳会談
　5.27 米海軍駆逐艦1隻・巡洋艦1隻が南シナ海の西沙諸島の12海里以内で

「航行の自由作戦」を実施（報道）
　6.　3 中国艦艇1隻が沖縄本島・宮古島間を通過して日本海へ進出
　6.　4 中国の情報収集機1機が沖縄本島と宮古島間を通過して太平洋に至り、

バシー海峡方面へ飛行した後反転し、再び沖縄本島と宮古島間を通過
　6.　4 中国艦艇1隻が沖縄本島・宮古島間を通過し東シナ海へ移動
　6.12 米朝首脳会談
　6.17 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を南東進し、太平洋へ向け

て航行
　6.18 米国防省、フリーダム・ガーディアンの停止を発表
　6.19 金正恩委員長訪中（～6.20）
　6.19 中朝首脳会談
　6.22 米国防省、韓国海兵隊派遣プログラムの停止を発表
　6.23 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を北進し、東シナ海へ向け

て航行
　6.24 中国艦艇1隻が日本海進出（～6.29）
　6.24 トルコ大統領選挙及び議会総選挙
　6.27 南スーダンで恒久的停戦合意が成立
　6.29 中国海軍病院船が、尖閣諸島大正島北のわが国接続水域に入域

年 月日 主要事象
2016

（平28）
　6.16 中国艦艇5隻が沖縄本島・宮古島間を通

過して太平洋に進出
　6.20 ロシア艦艇10隻が宗谷海峡を通過しオ

ホーツク海へ移動
　6.22 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　7.　2 バングラデシュ武装集団による人質立て

籠もり事案発生
（邦人7名死亡）ISILネット上に犯行声明

　7.　8 米韓、在韓米軍へのTHAAD配備決定
　7.　9 北朝鮮、潜水艦発射弾道ミサイル1発発

射
　7.11 南スーダンでの衝突事案に際して、在外

邦人等輸送を実施するため、南スーダン
首都ジュバに空自航空機を派遣（～7.26）

　7.12 仲裁裁判所が、南シナ海に関する仲裁手
続きにおいて、フィリピンの申し立てを
ほぼ全て認める内容の最終判断を発出

　7.15 仏・ニースでトラック突入によるテロが
発生

　7.18 中国空軍、南シナ海の戦闘パトロールを
常態化させる旨発表

　7.19 北朝鮮、弾道ミサイル3発発射
　8.　3 稲田防衛大臣就任
　8.　3 第3次安倍改造（第2次）内閣発足
　8.　3 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射

（1発がわが国排他的経済水域（EEZ）内
に落下）

　8.　5 尖閣諸島周辺海域で中国漁船200～300隻
が操業。中国公船が初めて漁船に続き同
一海域で領海侵入（5日間で延べ15隻・
～8.9）

　8.12 中国海軍艦艇3隻が沖縄本島・宮古島間
を通過して太平洋に進出

　8.18 中国の早期警戒機及び爆撃機2機が対馬
海峡を通過して日本海に進出

　8.24 北朝鮮、潜水艦発射弾道ミサイル1発発
射

　8.30 岩手県における台風10号に伴う大雨にか
かる災害派遣（～9.16）

　8.31 北海道における台風10号に伴う大雨にか
かる災害派遣（～9.18）

　9.　5 北朝鮮、弾道ミサイル3発発射
（わが国排他的経済水域（EEZ）内に落
下）

　9.　9 北朝鮮、5度目の核実験を実施
　9.12 米軍再編にかかる初の回転翼機及びティ

ルト・ローター機などの沖縄県外への訓
練移転（～10.5）

　9.25 中国の爆撃機4機、情報収集機2機及び戦
闘機（推定）2機が沖縄本島と宮古島間
を通過して太平洋に進出

（戦闘機（推定）の通過は初）
10.15 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射
10.20 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射
10.21 米海軍駆逐艦が南シナ海西沙諸島周辺を

航行し、「航行の自由作戦」を実施
10.27 中国の早期警戒機、情報収集機が沖縄本

島と宮古島間を通過し、太平洋に進出
10.28 「日米豪防衛当局間情報共有取決め」署

名・発効
11.　1 「海賊対処要項」変更にかかる閣議決定

（ソマリア沖・アデン湾において海賊対処
行動に従事する艦艇を2隻から1隻に変
更）

11.15 「南スーダン国際平和協力業務実施計画」
変更の閣議決定

（駆け付け警護の任務を付与）
11.18 ロシア軍、択捉島及び国後島への地対艦

ミサイル配備を発表
11.23 「日韓秘密軍事情報保護協定」署名・発効
11.25 爆撃機2機、情報収集機2機、戦闘機2機

が、沖縄本島と宮古島間の上空を通過
（うち戦闘機を除く4機は先島諸島南方か
ら飛来）

12.　1 日仏防衛装備品・技術移転協定発効
12.10 中国の戦闘機2機、爆撃機2機、情報収集

機2機が東シナ海から沖縄本島と宮古島
間を通過（うち戦闘機を除く4機がバシー
海峡方向に向けて飛行）

12.22 自衛隊法第95条の2の運用に関する指針
（国家安全保障会議決定）

12.22 弾道ミサイル防衛用能力向上型迎撃ミサ
イル（SM-3ブロックⅡA）の共同生産・
配備段階への移行（国家安全保障会議決
定）

12.25 中国海軍空母を含む艦艇6隻が沖縄本島・
宮古島間を通過し、西太平洋に進出（同
空母の太平洋進出は初確認）

12.26 翁長沖縄県知事が、公有水面埋立承認取
消処分を取消し（普天間飛行場代替施設
建設事業）

12.27 「2016年中国の宇宙」白書発表
2017

（平29）
　1.　9 中国の爆撃機6機、早期警戒機、情報収

集機が対馬海峡を通過し、日本海に進出
　1.14 新たな日豪物品役務相互提供協定（ACSA）

署名
　1.24 ロシア爆撃機2機、わが国周辺を一周す

る経路で飛行
　1.26 日英物品役務相互提供協定（ACSA）署名

年 月日 主要事象
2017

（平29）
　2.　8 米海軍P3哨戒機と中国軍用機異常接近

（南シナ海）
　2.12 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射
　3.　2 中国の早期警戒機、爆撃機（推定）6機、

戦闘機（推定）6機が沖縄本島と宮古島
間上空を通過し、太平洋に進出（過去最
多13機）

　3.　2 中国艦艇が沖縄本島・宮古島間を通過し
て東シナ海へ移動

　3.　5 中国艦艇が大隅海峡を西航
　3.　6 北朝鮮、弾道ミサイル4発発射（3発がわ

が国排他的経済水域（EEZ）内に落下）
　3.22 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射
　3.23 中国艦艇が沖縄本島・宮古島間を通過し

て東シナ海へ移動
　3.27 海自機TC-90のフィリピン移転
　3.27 次期輸送機（XC-2）開発完了
　4.　2 中国艦艇が沖縄本島・宮古島間を通過し

て太平洋へ進出
　4.　5 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射
　4.　6 米国による対シリア攻撃
　4.16 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射
　4.18 中国艦艇が大隅海峡を西航
　4.20 中国、初の無人補給船「天舟1号」打ち

上げ
　4.24 中国艦艇が沖縄本島・宮古島間を通過し

て太平洋へ進出
　4.26 中国国産空母の進水
　4.29 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射
　5.14 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射
　5.18 尖閣諸島領海侵入中の中国公船船橋前部

付近において、小型無人機（ドローン）
らしき物体が飛行

　5.21 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射
　5.23 フィリピンのミンダナオ地域における戒

厳令の布告
　5.24 米海軍駆逐艦が南シナ海の南沙諸島・ミ

スチーフ礁の12海里以内を航行し、「航
行の自由作戦」を実施（報道）

　5.29 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射（わが国
排他的経済水域（EEZ）内に落下）

　5.31 国連南スーダン共和国ミッション
（UNMISS）への自衛隊部隊の派遣終了

　7.　1 南西航空方面隊の新編
　7.　2 中国海軍ドンディアオ級情報収集艦1隻

が北海道松前町小島周辺南西のわが国領
海内を航行

　7.　2 米海軍駆逐艦が南シナ海の西沙諸島・ト
リトン島の12海里以内で「航行の自由作
戦」を実施（報道）

　7.　4 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射（わが国
排他的経済水域（EEZ）内に落下）

　7.　5 平成29年7月九州北部豪雨にかかる災害
派遣（～8.20）

　7.　5 ロシア艦艇16隻が宗谷海峡を通過し日本
海へ移動

　7.13 中国の爆撃機2機が沖縄本島・宮古島間
を通過して太平洋へ進出。別の爆撃機4
機が沖縄本島と宮古島の間を抜けて東シ
ナ海方面に飛行

　7.15 中国公船2隻が対馬下島（長崎県対馬市）
の南西及び沖ノ島（福岡県宗像市）の北
のわが国領海内を航行

　7.17 日独防衛装備品・技術移転協定署名・発
効（ベルリン）

　7.17 中国公船2隻が艫作埼（青森県西津軽郡）
の西北西及び龍飛埼（青森県東津軽郡）
の北東のわが国領海内を航行

　7.20 中国の電子戦機、情報収集機、爆撃機4
機が沖縄本島と宮古島の間を抜け、東シ
ナ海方面に飛行。爆撃機4機が沖縄本島・
宮古島間を通過し、東シナ海から太平洋
に進出

　7.24 中国の爆撃機が沖縄本島と宮古島間を抜
け、東シナ海方面に飛行

　7.28 岸田防衛大臣就任
　7.28 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射（わが国

排他的経済水域（EEZ）内に落下）
　8.　1 中国駐ジブチ保障基地の進駐式を実施
　8.　3 小野寺防衛大臣就任
　8.　9 中国の電子戦機が沖縄本島と宮古島間を

通過し、東シナ海方面に飛行
　8.10 米海軍駆逐艦が南シナ海の南沙諸島・ミ

スチーフ礁の12海里以内で「航行の自由
作戦」を実施（報道）

　8.12 中国の電子戦機、爆撃機2機が沖縄本島と
宮古島間を通過し、東シナ海方面に飛行

　8.13 中国の電子戦機2機が沖縄本島と宮古島
間を通過し、東シナ海方面に飛行

　8.14 中国の電子戦機が沖縄本島と宮古島間を
通過し、東シナ海方面に飛行

　8.17 スペイン・バルセロナで車両突入事案発生
　8.18 日英物品役務相互提供協定（ACSA）発効
　8.23 ロシアの爆撃機2機が、わが国周辺を一

周する経路で飛行

年 月日 主要事象
2017

（平29）
　8.24 中国の爆撃機6機が沖縄本島と宮古島間

を通過後、九州及び四国の南の太平洋上
を飛行し、紀伊半島沖で反転して同様の
経路で東シナ海に飛行（中国機が太平洋
へ進出後、北東へ飛行したのは初）

　8.26 海自SH-60Jヘリコプターが青森県竜飛崎
西方海上に墜落

　8.26 ドクラム地区における印中両軍の対峙に
関し、インドは両国の撤退合意を発表

　8.29 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射（わが国
上空を通過）

　9.　3 北朝鮮、「ICBM装着用水爆実験」と称す
る6度目の核実験

　9.　6 新たな日豪物品役務相互提供協定（ACSA）
発効

　9.15 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射（わが国
上空を通過）

10.　1 米ラスベガスで銃撃事案発生
10.10 米海軍駆逐艦が南シナ海の西沙諸島周辺

で「航行の自由作戦」を実施（報道）
10.11 沖縄県国頭郡東村に米軍ヘリが緊急着

陸・炎上
10.17 空自UH－60Jヘリコプターが静岡県浜松

市南方の太平洋上に墜落
11.11 米空母3個打撃群が西太平洋で合同軍事

演習を実施（～11.14）
11.18 中国の情報収集機が東シナ海から沖縄本

島と宮古島間を通過し、バシー海峡方向
に飛行

11.19 中国の爆撃機4機、情報収集機、電子戦
機が東シナ海から沖縄本島と宮古島間を
通過して太平洋に至り、その後再び沖縄
本島と宮古島間を通過して東シナ海方面
に飛行

11.20 米政府、北朝鮮を「テロ支援国家」に再
指定

11.23 中国の爆撃機4機、情報収集機が沖縄本
島と宮古島間を通過して太平洋に至り、
その後再び沖縄本島と宮古島間を通過し
て東シナ海を航行。また、情報収集機が
先島諸島の南太平洋を経て沖縄本島と宮
古島間を通過し、東シナ海方面に飛行

11.28 中国艦艇が沖縄本島・宮古島間を通過し
て東シナ海へ移動

11.29 北朝鮮、弾道ミサイル1発発射（わが国
排他的経済水域（EEZ）内に落下）

12.　5 中国艦艇が大隅海峡を東航し太平洋に進出
12.　7 中国の早期警戒機、爆撃機4機が沖縄本

島と宮古島間を通過し太平洋に至り、そ
の後再び沖縄本島と宮古島間を通過

12.　7 中国艦艇が沖縄本島・宮古島間を通過し
て東シナ海へ移動

12.　9 中国の爆撃機4機、電子戦機が沖縄本島
と宮古島間を通過して太平洋に至り、そ
の後再び沖縄本島と宮古島間を通過して
東シナ海方面に飛行

12.　9 イラク政府、ISILからの全土解放を宣言
12.11 中国の爆撃機2機、戦闘機（推定）2機、

情報収集機、電子戦機が沖縄本島と宮古
島間を通過して太平洋に至り、その後、
戦闘機（推定）2機は反転して沖縄本島
と宮古島間を再度通過して大陸方面へ飛
行。爆撃機、電子戦機、情報収集機は先
島諸島南の太平洋側を経てバシー海峡方
面へ飛行

12.11 プーチン大統領、シリアを訪問し、大半
の部隊を撤退させると発表（シリア内の
2つの基地は今後も恒常的に運用すると
も）

12.13 沖縄県宜野湾市の普天間第2小学校に米
軍ヘリの窓が落下

12.17 情報収集機、電子戦機2機が沖縄本島と
宮古島間を通過し、東シナ海へ飛行

12.18 中国の電子戦機が沖縄本島と宮古島間を
通過し、東シナ海へ飛行

12.18 米国国家安全保障戦略発表
12.18 中国軍Su-30戦闘機、日本海進出を初確

認
12.19 「弾道ミサイル防衛能力の抜本的向上につ

いて」国家安全保障会議・閣議決定
12.19 米国、2017年5月の悪意あるプログラム

「ワナクライ」を用いたサイバー攻撃が北
朝鮮によるものとして非難

12.20 中国の電子戦機が沖縄本島と宮古島間を
通過し、東シナ海へ飛行
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年 防 衛
　9.　6 日伊防衛相会談（ローマ）
　9.　6 北海道胆振東部地震にかかる災害派遣

（～10.14）
　9.　7 北海道胆振東部地震にかかる即応予備

自衛官の災害等招集を閣議決定
　9.　7 即応予備自衛官に対する災害等招集命令

（～9.24）
　9.11 日マレーシア防衛相会談（東京）
　9.11 日マレーシア防衛協力・交流に関する

覚書署名
　9.21 日エストニア防衛相会談（東京）
10.　2 岩屋防衛大臣就任
10.　3 インドネシアでの地震・津波に対する

国際緊急援助活動（～10.25）
10.10 日豪防衛相会談（シドニー）
10.10 日豪外務・防衛閣僚協議（「2＋2」）（シ

ドニー）
10.12 日ウクライナ防衛協力・交流に関する

覚書署名
10.13 平成30年度日米共同統合防災共同訓練

（～10.14）
10.14 平成30年度観閲式（朝霞）
10.19 日米防衛相会談（シンガポール）
10.19 日中防衛相会談（シンガポール）
10.19 日米韓防衛相会談（シンガポール）
10.19 日シンガポール防衛相会談（シンガポー

ル）
10.20 日韓防衛相会談（シンガポール）
10.20 日ASEAN防衛担当大臣会合（シンガ

ポール）
10.20 第5回拡大ASEAN国防相会議（シンガ

ポール）
10.24 山口県周防大島町における給水支援に

かかる災害派遣（～11.7）
10.29 平成30年度日米共同統合演習

（KeenSword19/30FTX）（～11.8）
12.　6 四国沖における米軍機の乗員の捜索救

助にかかる災害派遣（～12.11）
12.11 平成30年度在外邦人等保護措置訓練（国

内）（～12.14）
12.20 韓国艦艇による海自哨戒機への火器管

制レーダー照射事案
12.25 岐阜県関市における豚熱（CSF）にか

かる初の災害派遣（～12.27）
12.28 韓国艦艇の火器管制レーダー照射事案

に関する動画を公表

国内（主な首脳会談含む）
11.15 日シンガポール首脳会談（シンガポール）
11.15 第21回ASEAN＋3首脳会議（シンガ

ポール）
11.15 東アジア首脳会議（シンガポール）
11.15 日インドネシア首脳会談（シンガポール）
11.15 日ニュージーランド首脳会談（シンガ

ポール）
11.15 日フィリピン首脳会談（シンガポール）
11.16 日豪首脳会談（オーストリア）
11.17 日パプアニューギニア首脳会談（ポート・

モレスビー）
11.18 APEC首脳会議（ポート・モレスビー）
11.18 日チリ首脳会談（ポート・モレスビー）
11.18 日加首脳会談（ポート・モレスビー）
11.19 日ブルキナファソ首脳会談（東京）
11.27 日ヨルダン首脳会談（東京）
11.30 G20ブエノスアイレス・サミット（ブ

エノスアイレス）（～12.1）
11.30 日仏首脳会談（ブエノスアイレス）
11.30 日米首脳会談（ブエノスアイレス）
11.30 日印首脳会談（ブエノスアイレス）
11.30 日中首脳会談（ブエノスアイレス）
11.30 東京地裁立川支部、横田基地騒音訴訟

（第9次・12次）判決
12.　1 日露首脳会談（ブエノスアイレス）
12.　1 日英首脳会談（ブエノスアイレス）
12.　1 日トルコ首脳会談（ブエノスアイレス）
12.　1 日EU首脳会談（ブエノスアイレス）
12.　2 日ウルグアイ首脳会談（モンテビデオ）
12.　2 日パラグアイ首脳会談（アスンシオン）
12.　5 岩礁破砕等行為の差止訴訟について福岡

高裁判決（普天間飛行場代替施設建設）
12.11 日ガーナ首脳会談（東京）
12.13 日モンゴル首脳会談（東京）
12.18 日ザンビア首脳会談（東京）
12.18 「平成31年度以降に係る防衛計画の大

綱について」「中期防衛力整備計画（平
成31年度～平成35年度）について」　
国家安全保障会議、閣議決定

国 際
　6.29 在韓米軍司令部、ソウルから平澤へ移転
　6.29 米NBC、北朝鮮が秘密施設で核燃料（濃縮ウラン）を増産中と報道
　7.　1 中国海警部隊、武警隷下に編入
　7.　7 米艦艇2隻が台湾海峡通過
　7.10 韓国政府、米韓演習中止に伴い今夏予定の韓国単独の「乙支（ウルチ）

演習」も中止すると発表
　7.12 NATOブリュッセル首脳会合
　7.23 北朝鮮分析サイト「38ノース」、東倉里の衛星発射場で主要施設の解体

が始まったと発表。※8月22日のレポートでは解体作業が8月3日以降、
停滞と発表

　7.27 中国の情報収集機1機が東シナ海から対馬海峡を通過して日本海に進出、
その後反転して再び東シナ海へ飛行

　7.27 中国艦艇1隻が日本海進出
　8.　3 中国が初モデルの極超音速飛翔体の発射試験に成功と発表
　8.　6 中国艦艇3隻が大隅海峡を西進し、東シナ海へ向けて航行
　8.　8 中国艦艇3隻が大隅海峡を東進し、太平洋へ向けて航行
　8.14 英ロンドンで車両突入事案発生
　8.28 中国艦艇1隻が日本海進出（～8.29）
　8.29 中国の情報収集機1機が東シナ海から対馬海峡を通過して日本海に進出、

その後反転して再び東シナ海へ飛行
　8.29 ロシア艦艇14隻が宗谷海峡を通過しオホーツク海へ移動（～8.30）
　9.　1 ロシアの哨戒機2機が、わが国周辺を一周する経路で飛行
　9.　1 ロシア艦艇28隻が宗谷海峡を通過し日本海へ移動（～9.2）
　9.　6 米印防衛・外務2＋2
　9.　9 平壌で建国70周年慶祝閲兵式（軍事パレード）。ICBMなど弾道ミサイ

ルは登場せず。
　9.11 ロシアが大規模演習「ヴォストーク2018」の実動段階を開始（～9.17）
　9.12 南スーダン政府及び反政府勢力を含む関係者が、「再活性化された衝突

解決合意」に署名
　9.14 南北共同連絡事務所が開所（開城）
　9.18 米国防省サイバー戦略公表
　9.18 文在寅韓国大統領訪朝（～9.20）
　9.18 南北首脳会談（～9.19）
　9.18 シリア政府軍が露軍航空機を誤射、撃墜
　9.19 ロシアの戦闘機を含む3機が日本海を長距離飛行（Su-35戦闘機を対領

空侵犯措置により初確認）
　9.20 米国務省、中国中央軍事委員会装備発展部を制裁対象に指定
　9.24 米政府、台湾への武器売却（3.3億ドル相当）を議会に通知
　9.30 米海軍駆逐艦1機が南沙諸島・ガベン礁及びジョンソン南礁の12海里以

内で「航行の自由作戦」を実施（報道）
　9.30 中国軍の駆逐艦が米艦艇に異常に接近
10.　2 中国艦艇3隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を北進、東シナ海へ向けて

航行
10.　2 イラク新政権発足
10.　2 サウジ人ジャーナリストが在トルコ総領事館で死亡
10.　4 米国家対テロ戦略発表
10.19 米韓政府、12月に予定されていた合同軍事演習「ヴィジラント・エース」

の中止を発表
10.20 トランプ大統領、INF全廃条約離脱方針を表明
10.20 アフガニスタン下院選挙
10.22 米艦艇2隻が台湾海峡通過
10.22 中国・ASEAN初の海上共同演習（湛江）（～10.28）
10.25 安倍首相訪中（～10.27）
10.25 イスラエル・オマーン首脳会談
10.28 中国艦艇1隻が日本海進出（～10.29）
10.29 中国の情報収集機1機が東シナ海から対馬海峡を通過して日本海に進出、

その後反転して再び東シナ海へ飛行
11.11 第一次世界大戦終戦100周年記念式典（パリ）
11.17 APEC首脳会議（パプアニューギニア）（～11.18）
11.24 台湾統一地方選で民進党が大敗、蔡英文総統が党主席辞任
11.25 中国艦艇1隻が日本海進出（～11.26）
11.26 米海軍巡洋艦1隻が南シナ海の西沙諸島周辺で「航行の自由作戦」を実

施（報道）
11.26 中国の情報収集機1機が東シナ海から対馬海峡を通過して日本海に進出、

その後反転して再び東シナ海へ飛行
11.28 米艦艇2隻が台湾海峡通過
12.　1 米中首脳会談
12.　5 米海軍駆逐艦1隻がピョートル大帝湾周辺で「航行の自由作戦」を実施

（報道）
12.　6 イエメン和平協議（～12.13）
12.　7 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を南東進、太平洋へ向けて航行
12.　8 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を西進し、東シナ海へ向けて航

行
12.11 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を南東進、太平洋へ向けて航行
12.12 中国の情報収集機1機が沖縄本島と宮古島間を通過して太平洋に至り、

奄美大島沖まで飛行した後反転し、再び沖縄本島と宮古島間を通過
12.14 中国の情報収集機1機が沖縄本島と宮古島間を通過して太平洋に至り、

奄美大島沖まで飛行した後反転し、再び沖縄本島と宮古島間を通過
12.14 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を北西進、東シナ海に向けて航行
12.27 UAEが在シリア大使館を再開
12.27 中国の情報収集機1機が、東シナ海から対馬海峡を通過して日本海に飛

来し、その後反転して再び東シナ海へ飛行
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年 防 衛
2019

（平成31）
　1.11 日仏防衛相会合（ブレスト）
　1.11 日仏外務・防衛閣僚会合（「2＋2」）（ブ

レスト）
　1.14 多国間共同訓練コブラ・ゴールド19

（～2.23）
　1.17 岩屋防衛大臣とシャナハン米国防長官

代行の会談（ワシントンD.C.）
　1.21 平成30年度自衛隊統合演習（指揮所演

習）（～1.26）
　1.21 韓国艦艇の火器管制レーダー照射事案に

関する防衛省としての最終見解を公表
　1.23 日豪防衛相会談（東京）
　1.23 埼玉県比企郡ときがわ町における山林

火災にかかる災害派遣（～1.25）
　1.24 和歌山県田辺市における山林火災にか

かる災害派遣（～1.26）
　2.　5 日フィンランド防衛相会談（東京）
　2.　5 日フィンランド防衛協力・交流に関す

る覚書署名
　2.　5 愛知県などにおける豚熱（CSF）にか

かる災害派遣（～2.9）
　2.14 愛知県田原市における豚熱（CSF）に

かかる災害派遣（～2.20）
　2.19 岐阜県瑞浪市における豚熱（CSF）に

かかる災害派遣（～2.21）
　2.20 築城基地所属F－2のレーダー航跡消失

にかかる航空救難
　3.　8 ADMMプラス防衛医学実動演習（ラク

ナウ）（～3.18）
　3.12 第23回アジア太平洋地域防衛当局者

フォーラム（東京ディフェンス・フォー
ラム）の開催（東京）（～3.13）

　3.12 UH-1Hの部品等の無償譲渡にかかる引
渡し式典、一部の部品などの引渡し

　3.25 日オマーン防衛協力・交流に関する覚
書署名

　3.25 日オマーン防衛相会談（東京）
　3.26 奄美駐屯地及び宮古島駐屯地の新設
　3.27 愛知県瀬戸市における豚熱（CSF）に

かかる災害派遣（～3.30）
　3.28 愛知県田原市における豚熱（CSF）に

かかる災害派遣（～4.1）
　4.　2 「シナイ半島国際平和協力業務実施計画」

の閣議決定
　4.　4 日伊防衛装備品・技術移転協定発効
　4.　5 長野県佐久穂町における山林火災にか

かる災害派遣（～4.7）
　4.　9 三沢基地所属F-35Aの墜落にかかる航空

救難
　4.10 愛知県瀬戸市における豚熱（CSF）に

かかる災害派遣（～4.13）
　4.17 日フィリピン防衛相会談（東京）
　4.17 岐阜県恵那市における豚熱（CSF）に

かかる災害派遣（～4.19）
　4.19 岩屋防衛大臣とシャナハン米国防長官

代行との会談（ワシントンD.C.）
　4.19 日米安全保障協議委員会（「2＋2」）（ワ

シントンD.C.）

2019
（令和元）

　5.　2 日ベトナム防衛相会談（ハノイ）
　5.　2 防衛産業間協力の促進の方向性に係る

日ベトナム防衛当局間の覚書への署名
　5.17 「南スーダン国際平和協力業務実施計画」

変更の閣議決定
　5.17 愛知県田原市における豚熱（CSF）に

かかる災害派遣（～5.20）
　5.18 鹿児島県屋久島における豪雨による孤

立者の救助等にかかる災害派遣（～5.20）
　5.19 鹿児島県口永良部島における豪雨によ

る断水被害等にかかる災害派遣（～5.24）
　5.21 令和元年度自衛隊統合防災演習（～5.24）
　5.22 日シンガポール防衛相会談（東京）
　5.23 日カタール防衛相会談（東京）
　5.27 東京都檜原村における山林火災にかか

る災害派遣（～5.29）
　5.27 千葉県犬吠埼沖における船舶衝突事故

に伴う行方不明者救助にかかる災害派
遣（～5.31）

　5.27 北海道雄武町における山林火災にかか
る災害派遣（～6.4）

　5.30 日露防衛相会談（東京）
　5.30 日露外務・防衛閣僚協議（「2＋2」）（東京）
　5.31 岩谷防衛大臣の第18回IISSアジア安全保

障会議（シャングリラ会合）出席（～6.2）
　6.　1 日豪防衛相会談（シンガポール）
　6.　1 日中防衛相会談（シンガポール）
　6.　1 日米豪防衛相会談（シンガポール）
　6.　1 日米韓防衛相会談（シンガポール）
　6.　3 日加防衛相会談（東京）
　6.　4 岩屋防衛大臣とシャナハン米国防長官

代行との会談（東京）
　6.　5 岐阜県山県市における豚熱（CSF）に

かかる災害派遣（～6.8）

国内（主な首脳会談含む）
　1.　8 日ルワンダ首脳会談（東京）
　1.　8 日加首脳電話会談
　1.　9 日蘭首脳会談（ロッテルダム）
　1.10 日英首脳会談（ロンドン）
　1.22 日露首脳会談（モスクワ）
　1.23 日ブラジル首脳会談（ダボス）
　1.29 日カタール首脳会談（東京）
　2.　4 日独首脳会談（東京）
　2.15 日オーストリア首脳会談（東京）
　2.20 日米首脳電話会談
　2.28 日米首脳電話会談
　3.　8 日パラオ首脳会談（東京）
　3.24 政府専用機がB-747からB-777に任務

交代
　3.31 牧港補給地区（第5ゲート付近の区域）

の土地の返還
　4.　4 日パナマ首脳会談（東京）
　4.16 福岡高裁那覇支部、普天間基地騒音訴

訟（第3次・5次）判決
　4.23 日仏首脳会談（パリ）
　4.24 日伊首脳会談（ローマ）
　4.24 日ポーランド首脳会談（ブラチスラバ）
　4.25 日スロバキア首脳会談（ブラチスラバ）
　4.25 第3回「V4＋日本」首脳会合（ブラチ

スラバ）
　4.25 日チェコ首脳会談（ブラチスラバ）
　4.25 日EU定期首脳協議（ブリュッセル）
　4.26 日米首脳会談（ワシントンD.C.）
　4.28 日加首脳会談（オタワ）
　4.30 退位礼正殿の儀

　5.　1 剣璽等承継の儀
　5.　1 即位後朝見の儀
　5.　6 日米首脳電話会談
　5.17 改正ドローン規制法が成立
　5.23 日印首脳電話会談
　5.27 日米首脳会談（東京）
　5.29 日バングラデシュ首脳会談（東京）
　5.30 日ラオス首脳会談（東京）
　5.30 日サウジアラビア首脳電話会談
　5.31 日アラブ首長国連邦首脳電話会談
　5.31 日マレーシア首脳会談（東京）
　5.31 日カンボジア首脳会談（東京）
　5.31 日フィリピン首脳会談（東京）
　6.　6 東京高裁、横田基地騒音訴訟（第10、

11次）判決
　6.　1 日スイス首脳会談（東京）
　6.12 日イラン首脳会談（テヘラン）
　6.14 日米首脳電話会談
　6.25 日UAE電話会談
　6.26 日仏首脳会談（東京）
　6.27 日EU首脳会談（大阪）
　6.27 日印首脳会談（大阪）
　6.27 日アルゼンチン首脳会談（大阪）
　6.27 日エジプト首脳会談（大阪）
　6.27 日豪首脳会談（大阪）
　6.27 日中首脳会談（大阪）
　6.28 安倍総理のG20大阪サミットの開催

（～6.29）
　6.28 日米首脳会談（大阪）
　6.28 日米印首脳会談（大阪）
　6.28 日独首脳会談（大阪）
　6.28 日英首脳会談（大阪）
　6.28 日タイ首脳会談（大阪）
　6.29 日南アフリカ首脳会談（大阪）

国 際
　1.　1 米イージス駆逐艦1隻が西沙諸島で「航行の自由作戦」実施
　1.　1 金正恩委員長、新年の辞で、これ以上核兵器の製造・実験を行わず、使

用・拡散もしないと言及
　1.　7 金正恩委員長、訪中（～1.10）
　1.　7 米艦艇1隻が西沙諸島周辺の12海里内で「航行の自由作戦」を実施
　1.15 韓国、「2018国防白書」発表
　1.16 ロシアのSu-24戦術偵察機1機が佐渡沖から秋田県沖まで飛行

同時間帯、別の同型機1機が礼文島沖から奥尻島沖まで飛行
　1.17 米国がミサイル防衛見直し（MDR）を発表
　1.17 ロシアのIL-38哨戒機1機が山陰沖から北海道沖まで飛行
　1.24 米艦艇2隻が台湾海峡を通過
　1.24 中国艦艇3隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を北西進し、東シナ海に向

けて航行
　2.　2 米国がINF全廃条約からの脱退を通告
　2.11 米駆逐艦2隻、ミスチーフ礁周辺で「航行の自由作戦」を実施
　2.15 ロシアのTu-95爆撃機2機が山陰沖から日本海を北上し、オホーツク海

へ飛行するとともに、Su-35戦闘機2機が山陰沖から佐渡沖まで、別の
Su-35戦闘機2機が佐渡沖から礼文島沖まで飛行

　2.15 ロシアのTu-95爆撃機2機が太平洋を北海道沖から南下し、四国沖で反
転した後、日本海の北海道沖へ飛行

　2.16 中国艦艇3隻が日本海進出（～2.24）
　2.23 中国のY-9情報収集機1機が東シナ海から対馬海峡を通過して日本海を

飛行した後反転し、再び東シナ海を飛行
　2.25 米艦艇2隻、台湾海峡を通過
　2.27 第2回米朝首脳会談（～2.28）
　3.　4 ロシアがINF全廃条約の義務履行停止を米側に通告
　3.15 ニュージーランドのクライストチャーチで51人が死亡する銃乱射事件発生
　3.19 中国のY-9哨戒機2機による東シナ海のわが国防空識別圏内の飛行を初確認
　3.24 タイ下院総選挙
　3.24 米艦艇2隻、台湾海峡を通過
　3.25 トランプ米国大統領、ゴラン高原のイスラエル主権を認定
　3.27 ロシアのIL-38哨戒機1機が山陰沖から北海道沖まで飛行
　3.28 中国艦艇3隻が大隅海峡を東進し、太平洋に向けて航行
　3.30 中国のH-6爆撃機4機、Tu-154情報収集機1機及び推定戦闘機2機が東

シナ海方面から飛来し、沖縄本島と宮古島間を通過して太平洋を飛行し
た後反転し、再び沖縄本島と宮古島の間を通過

　3.31 中国軍機2機による台湾海峡「中間線」越え飛行
　4.　1 中国のY-9情報収集機1機及びH-6爆撃機2機が東シナ海方面から飛来

し、沖縄本島と宮古島の間を通過して太平洋を飛行した後反転し、再び
沖縄本島と宮古島の間を通過

　4.　2 ロシア艦艇3隻が対馬海峡を南下し東シナ海に向けて移動
　4.　2 中国艦艇3隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を北西進し、東シナ海に向

けて航行
　4.　5 中国艦艇3隻が沖縄本島と宮古島間の海域を南下し、一時的に太平洋向

けて航行
　4.　5 ロシアのIL-38哨戒機1機が山陰沖から能登半島沖を飛行
　4.　6 仏艦艇1隻が台湾海峡を通過
　4.　9 イスラエル議会総選挙
　4.15 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島間の海域を南東進し、一時的に太平洋

に進出したが、同日に沖縄本島と宮古島間の海域を北西進し、東シナ海
に向けて航行

　4.15 中国のH-6爆撃機4機及びY-9電子戦機1機がバシー海峡方面から飛来
し、沖縄本島と宮古島の間を通過して東シナ海を飛行

　4.15 米政府、台湾への武器売却（5億ドル相当）を議会に通知
　4.17 インドネシア大統領選挙
　4.21 スリランカ・コロンボなどでイスラム過激派による同時爆破テロ発生
　4.24 金正恩委員長、訪露（～4.26）
　4.26 ロシア艦艇5隻が対馬海峡を南下し東シナ海へ向けて移動
　4.28 米艦艇2隻が台湾海峡を通過
　4.28 ロシア艦艇4隻が対馬海峡を北上し日本海へ向け移動
　4.29 中露海軍共同演習「海上協力2019」（青島）（～5.4）
　5.　3 ロシアのTu-142哨戒機2機が日本海から対馬海峡を通過して東シナ海へ

飛行した後、再び対馬海峡を通過して日本海を飛行
　5.　4 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　5.　6 米艦艇2隻がガベン礁・ジョンソン南礁の12海里内で「航行の自由作戦」

を実施
　5.　6 ロシア艦艇5隻が対馬海峡を北上し日本海へ向け移動
　5.　9 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　5.11 ロシア艦艇3隻が津軽海峡を東進し太平洋へ向けて移動
　5.19 豪州連邦議会総選挙
　5.19 米艦艇1隻が中沙諸島のスカーボロ礁の12海里以内で航行させる「航行

の自由作戦」を実施
　5.22 米艦艇2隻が台湾海峡を通過
　5.23 パキスタン、弾道ミサイル発射実験
　5.26 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島間の海域を南下し、一時的に太平洋に

進出したが、30日に沖縄本島と宮古島間の海域を北上し、東シナ海に
向けて航行

　5.27 台湾軍、「漢光35号」統合実動演習を実施（～5.31）
　5.29 中国のY-9情報収集機1機が東シナ海方面から飛来し、沖縄本島と宮古

島の間を通過して太平洋を飛行、その後反転して、再び沖縄本島と宮古
島間を通過。同時間帯、中国のY-8電子戦機1機が東シナ海を対馬海峡
付近まで飛行

　5.30 インド、第2次モディ政権発足
　6.　1 米国防省がインド太平洋戦略報告書（IPSR）を発表
　6.　7 フィリピン海で米軍とロシア軍の艦船が異常接近
　6.　8 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を東進しオホーツク海へ向けて移動
　6.　8 ロシア艦艇2隻が沖縄本島と宮古間の海域を北上し、東シナ海に向けて航行
　6.10 空母「遼寧」含む中国艦艇6隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を南下し、

太平洋へ向けて航行
　6.12 ロシア艦艇3隻が対馬海峡を北上
　6.13 ホルムズ海峡付近において日本関係船舶を含む民間船舶が攻撃を受ける

事案発生
　6.14 中国公船が尖閣諸島周辺の接続水域内を過去最長となる64日間連続航行
　6.16 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島間の海域を北西進し、東シナ海に向け

て航行

年 防 衛
　9.　6 日伊防衛相会談（ローマ）
　9.　6 北海道胆振東部地震にかかる災害派遣

（～10.14）
　9.　7 北海道胆振東部地震にかかる即応予備

自衛官の災害等招集を閣議決定
　9.　7 即応予備自衛官に対する災害等招集命令

（～9.24）
　9.11 日マレーシア防衛相会談（東京）
　9.11 日マレーシア防衛協力・交流に関する

覚書署名
　9.21 日エストニア防衛相会談（東京）
10.　2 岩屋防衛大臣就任
10.　3 インドネシアでの地震・津波に対する

国際緊急援助活動（～10.25）
10.10 日豪防衛相会談（シドニー）
10.10 日豪外務・防衛閣僚協議（「2＋2」）（シ

ドニー）
10.12 日ウクライナ防衛協力・交流に関する

覚書署名
10.13 平成30年度日米共同統合防災共同訓練

（～10.14）
10.14 平成30年度観閲式（朝霞）
10.19 日米防衛相会談（シンガポール）
10.19 日中防衛相会談（シンガポール）
10.19 日米韓防衛相会談（シンガポール）
10.19 日シンガポール防衛相会談（シンガポー

ル）
10.20 日韓防衛相会談（シンガポール）
10.20 日ASEAN防衛担当大臣会合（シンガ

ポール）
10.20 第5回拡大ASEAN国防相会議（シンガ

ポール）
10.24 山口県周防大島町における給水支援に

かかる災害派遣（～11.7）
10.29 平成30年度日米共同統合演習

（KeenSword19/30FTX）（～11.8）
12.　6 四国沖における米軍機の乗員の捜索救

助にかかる災害派遣（～12.11）
12.11 平成30年度在外邦人等保護措置訓練（国

内）（～12.14）
12.20 韓国艦艇による海自哨戒機への火器管

制レーダー照射事案
12.25 岐阜県関市における豚熱（CSF）にか

かる初の災害派遣（～12.27）
12.28 韓国艦艇の火器管制レーダー照射事案

に関する動画を公表

国内（主な首脳会談含む）
11.15 日シンガポール首脳会談（シンガポール）
11.15 第21回ASEAN＋3首脳会議（シンガ

ポール）
11.15 東アジア首脳会議（シンガポール）
11.15 日インドネシア首脳会談（シンガポール）
11.15 日ニュージーランド首脳会談（シンガ

ポール）
11.15 日フィリピン首脳会談（シンガポール）
11.16 日豪首脳会談（オーストリア）
11.17 日パプアニューギニア首脳会談（ポート・

モレスビー）
11.18 APEC首脳会議（ポート・モレスビー）
11.18 日チリ首脳会談（ポート・モレスビー）
11.18 日加首脳会談（ポート・モレスビー）
11.19 日ブルキナファソ首脳会談（東京）
11.27 日ヨルダン首脳会談（東京）
11.30 G20ブエノスアイレス・サミット（ブ

エノスアイレス）（～12.1）
11.30 日仏首脳会談（ブエノスアイレス）
11.30 日米首脳会談（ブエノスアイレス）
11.30 日印首脳会談（ブエノスアイレス）
11.30 日中首脳会談（ブエノスアイレス）
11.30 東京地裁立川支部、横田基地騒音訴訟

（第9次・12次）判決
12.　1 日露首脳会談（ブエノスアイレス）
12.　1 日英首脳会談（ブエノスアイレス）
12.　1 日トルコ首脳会談（ブエノスアイレス）
12.　1 日EU首脳会談（ブエノスアイレス）
12.　2 日ウルグアイ首脳会談（モンテビデオ）
12.　2 日パラグアイ首脳会談（アスンシオン）
12.　5 岩礁破砕等行為の差止訴訟について福岡

高裁判決（普天間飛行場代替施設建設）
12.11 日ガーナ首脳会談（東京）
12.13 日モンゴル首脳会談（東京）
12.18 日ザンビア首脳会談（東京）
12.18 「平成31年度以降に係る防衛計画の大

綱について」「中期防衛力整備計画（平
成31年度～平成35年度）について」　
国家安全保障会議、閣議決定

国 際
　6.29 在韓米軍司令部、ソウルから平澤へ移転
　6.29 米NBC、北朝鮮が秘密施設で核燃料（濃縮ウラン）を増産中と報道
　7.　1 中国海警部隊、武警隷下に編入
　7.　7 米艦艇2隻が台湾海峡通過
　7.10 韓国政府、米韓演習中止に伴い今夏予定の韓国単独の「乙支（ウルチ）

演習」も中止すると発表
　7.12 NATOブリュッセル首脳会合
　7.23 北朝鮮分析サイト「38ノース」、東倉里の衛星発射場で主要施設の解体

が始まったと発表。※8月22日のレポートでは解体作業が8月3日以降、
停滞と発表

　7.27 中国の情報収集機1機が東シナ海から対馬海峡を通過して日本海に進出、
その後反転して再び東シナ海へ飛行

　7.27 中国艦艇1隻が日本海進出
　8.　3 中国が初モデルの極超音速飛翔体の発射試験に成功と発表
　8.　6 中国艦艇3隻が大隅海峡を西進し、東シナ海へ向けて航行
　8.　8 中国艦艇3隻が大隅海峡を東進し、太平洋へ向けて航行
　8.14 英ロンドンで車両突入事案発生
　8.28 中国艦艇1隻が日本海進出（～8.29）
　8.29 中国の情報収集機1機が東シナ海から対馬海峡を通過して日本海に進出、

その後反転して再び東シナ海へ飛行
　8.29 ロシア艦艇14隻が宗谷海峡を通過しオホーツク海へ移動（～8.30）
　9.　1 ロシアの哨戒機2機が、わが国周辺を一周する経路で飛行
　9.　1 ロシア艦艇28隻が宗谷海峡を通過し日本海へ移動（～9.2）
　9.　6 米印防衛・外務2＋2
　9.　9 平壌で建国70周年慶祝閲兵式（軍事パレード）。ICBMなど弾道ミサイ

ルは登場せず。
　9.11 ロシアが大規模演習「ヴォストーク2018」の実動段階を開始（～9.17）
　9.12 南スーダン政府及び反政府勢力を含む関係者が、「再活性化された衝突

解決合意」に署名
　9.14 南北共同連絡事務所が開所（開城）
　9.18 米国防省サイバー戦略公表
　9.18 文在寅韓国大統領訪朝（～9.20）
　9.18 南北首脳会談（～9.19）
　9.18 シリア政府軍が露軍航空機を誤射、撃墜
　9.19 ロシアの戦闘機を含む3機が日本海を長距離飛行（Su-35戦闘機を対領

空侵犯措置により初確認）
　9.20 米国務省、中国中央軍事委員会装備発展部を制裁対象に指定
　9.24 米政府、台湾への武器売却（3.3億ドル相当）を議会に通知
　9.30 米海軍駆逐艦1機が南沙諸島・ガベン礁及びジョンソン南礁の12海里以

内で「航行の自由作戦」を実施（報道）
　9.30 中国軍の駆逐艦が米艦艇に異常に接近
10.　2 中国艦艇3隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を北進、東シナ海へ向けて

航行
10.　2 イラク新政権発足
10.　2 サウジ人ジャーナリストが在トルコ総領事館で死亡
10.　4 米国家対テロ戦略発表
10.19 米韓政府、12月に予定されていた合同軍事演習「ヴィジラント・エース」

の中止を発表
10.20 トランプ大統領、INF全廃条約離脱方針を表明
10.20 アフガニスタン下院選挙
10.22 米艦艇2隻が台湾海峡通過
10.22 中国・ASEAN初の海上共同演習（湛江）（～10.28）
10.25 安倍首相訪中（～10.27）
10.25 イスラエル・オマーン首脳会談
10.28 中国艦艇1隻が日本海進出（～10.29）
10.29 中国の情報収集機1機が東シナ海から対馬海峡を通過して日本海に進出、

その後反転して再び東シナ海へ飛行
11.11 第一次世界大戦終戦100周年記念式典（パリ）
11.17 APEC首脳会議（パプアニューギニア）（～11.18）
11.24 台湾統一地方選で民進党が大敗、蔡英文総統が党主席辞任
11.25 中国艦艇1隻が日本海進出（～11.26）
11.26 米海軍巡洋艦1隻が南シナ海の西沙諸島周辺で「航行の自由作戦」を実

施（報道）
11.26 中国の情報収集機1機が東シナ海から対馬海峡を通過して日本海に進出、

その後反転して再び東シナ海へ飛行
11.28 米艦艇2隻が台湾海峡通過
12.　1 米中首脳会談
12.　5 米海軍駆逐艦1隻がピョートル大帝湾周辺で「航行の自由作戦」を実施

（報道）
12.　6 イエメン和平協議（～12.13）
12.　7 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を南東進、太平洋へ向けて航行
12.　8 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を西進し、東シナ海へ向けて航

行
12.11 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を南東進、太平洋へ向けて航行
12.12 中国の情報収集機1機が沖縄本島と宮古島間を通過して太平洋に至り、

奄美大島沖まで飛行した後反転し、再び沖縄本島と宮古島間を通過
12.14 中国の情報収集機1機が沖縄本島と宮古島間を通過して太平洋に至り、

奄美大島沖まで飛行した後反転し、再び沖縄本島と宮古島間を通過
12.14 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を北西進、東シナ海に向けて航行
12.27 UAEが在シリア大使館を再開
12.27 中国の情報収集機1機が、東シナ海から対馬海峡を通過して日本海に飛

来し、その後反転して再び東シナ海へ飛行
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年 防 衛
　6.17 イージス・アショア整備推進本部の設置
　6.18 日パキスタン防衛協力・交流に関する

覚書への署名
　6.21 高知県安芸郡北川村における山林火災

にかかる災害派遣（～6.22）
　6.25 日米防衛相電話会談
　6.26 日仏物品役務相互協定（ACSA）発効
　6.29 愛知県西尾市における豚熱（CSF）に

かかる災害派遣（～7.2）
　7.　3 岐阜県恵那市における豚熱（CSF）に

かかる災害派遣（～7.5）
　7.18 日加物品役務相互協定（ACSA）発効
　7.24 三重県いなべ市における豚熱（CSF）

にかかる災害派遣（～7.27）
　7.25 日本国内における合衆国軍隊の使用す

る施設・区域外での合衆国軍用航空機
事故に関するガイドライン改正

　7.26 日スリランカ防衛協力・交流に関する
覚書への署名

　8.　7 日米防衛相会談（東京）
　8.28 令和元年8月の前線に伴う大雨にかかる

災害派遣（～10.7）
　9.　2 日印防衛相会談（東京）
　9.10 令和元年房総半島台風（台風第15号）

にかかる災害派遣（～10.7）
　9.17 北海道納沙布岬東方沖における漁船の

捜索にかかる災害派遣（～9.21）
　9.22 岐阜県恵那市における豚熱（CSF）に

かかる災害派遣（～9.24）
　9.23 日米防衛相電話会談
　9.24 山梨県南都留郡道志村における行方不

明者捜索にかかる災害派遣（～9.28）
10.　1 日イラン防衛相電話会談
10.　3 日豪防衛相電話会談
10.　3 日米防衛相電話会談
10.　3 日サウジアラビア防衛相電話会談
10.　9 日ラオス防衛協力・交流に関する覚書

への署名
10.12 令和元年東日本台風（台風第19号）に

かかる災害派遣（～11.30）
10.14 令和元年東日本台風（台風第19号）に

かかる即応予備自衛官の災害等招集及
び予備自衛官の災害招集を閣議決定

10.14 即応予備自衛官に対する災害等招集命
令及び予備自衛官に対する災害招集命
令（～11.9）

10.16 日カタール防衛相電話会談
10.24 河野防衛大臣とハリーファ・バーレー

ン国軍司令官との電話会談
10.24 日UAE防衛相電話会談
10.25 日豪防衛相電話会談
10.28 日オマーン防衛相電話会談
10.29 日印防衛相電話会談
10.29 日デンマーク防衛相電話会談
11.　8 日英防衛相電話会談
11.12 「シナイ半島国際平和協力業務実施計画」

変更の閣議決定
11.12 海賊対処行動の継続の閣議決定
11.16 第6回拡大ASEAN防衛相会議及び第5

回日ASEAN防衛担当相会合（タイ）
（～11.18）

11.17 「ビエンチャン・ビジョン2.0」発表
11.17 日タイ防衛相会談（バンコク）
11.17 日タイ防衛協力・交流に関する覚書へ

の署名
11.17 日韓防衛相会談（バンコク）
11.17 日印防衛相会談（バンコク）
11.17 日米韓防衛相会談（バンコク）
11.17 日ニュージーランド防衛相会談（バンコク）
11.17 日フィリピン防衛相会談（バンコク）
11.17 日ミャンマー防衛相会談（バンコク）
11.17 日シンガポール防衛相会談（バンコク）
11.18 日米防衛相会談（バンコク）
11.18 日インドネシア防衛相会談（バンコク）
11.20 日豪防衛相会談（東京）
11.21 ジブチ共和国における大雨、洪水被害

に対する国際緊急援助活動（ジブチ）」
（～11.23）

11.23 第15回IISS地域安全保障サミット（マ
ナーマ対話）（マナーマ）（～11.24）

11.23 日仏防衛相会談（マナーマ）
11.24 河野防衛大臣とハリーファ・バーレー

ン国軍司令官との会談（マナーマ）
11.24 河野大臣とイエメン大統領顧問との会

談（マナーマ）
11.27 日独防衛相電話会談
11.30 日印防衛相会談（デリー）
11.30 日印外務・防衛閣僚会合（「2＋2」）（デ

リー）
12.　2 NATOサイバー防衛演習「サイバー・

コアリション2019」（～12.6）（初正式参
加）

12.　3 日モンゴル防衛相会談（東京）
12.14 第19回ドーハ・フォーラム（ドーハ）
12.14 日カタール防衛相会談（ドーハ）
12.14 日マレーシア防衛相会談（ドーハ）
12.15 河野防衛大臣とヨルダン統合参謀本部

議長との会談（アンマン）

国内（主な首脳会談含む）
　6.29 日ブラジル首脳会談（大阪）
　6.29 日露首脳会談（大阪）
　6.30 日サウジアラビア首脳会談（大阪）
　7.　1 日トルコ首脳会談（東京）
　7.23 日サウジアラビア首脳電話会談
　7.23 TICAD7関係閣僚会議（東京）
　8.　2 日英首脳電話会談
　8.24 ビアリッツサミット（フランス）（～11.26）
　8.24 日独首脳会談（ビアリッツ）
　8.24 日加首脳会談（ビアリッツ）
　8.24 日仏首脳会談（ビアリッツ）
　8.25 日米首脳会談（ビアリッツ）
　8.25 日チリ首脳会談（ビアリッツ）
　8.25 日豪首脳会談（ビアリッツ）
　8.26 日英首脳会談（ビアリッツ）
　8.28 第7回アフリカ開発会議（TICAD7）

（～8.30）
　8.28 日エジプト首脳会談（東京）
　8.28 日南アフリカ首脳会談（横浜）
　8.28 日アルジェリア首脳会談（横浜）
　8.28 日ケニア首脳会談（横浜）
　8.28 日マリ首脳会談（横浜）
　8.28 日ギニア首脳会談（横浜）
　8.28 日トーゴ首脳会談（横浜）
　8.29 日ウガンダ首脳会談（横浜）
　8.29 日モーリタニア首脳会談（横浜）
　8.29 日ブルキナファソ首脳会談（横浜）
　8.29 日エチオピア首脳会談（横浜）
　8.29 日ジブチ首脳会談（横浜）
　8.29 日ウガンダ首脳会談（横浜）
　8.29 日アンゴラ首脳会談（横浜）
　8.29 日ギニアビサウ首脳会談（横浜）
　8.29 日ガーボベルデ首脳会談（横浜）
　8.29 日ルワンダ首脳会談（横浜）
　8.29 日モーリシャス首脳会談（横浜）
　8.29 日中央アフリカ首脳会談（横浜）
　8.29 日ナミビア首脳会談（横浜）
　8.29 日セネガル首脳会談（横浜）
　8.29 日ニジェール首脳会談（横浜）
　8.29 日シエラレオネ首脳会談（横浜）
　8.29 日サントメ・プリンシペ首脳会談（横浜）
　8.29 日ナイジェリア首脳会談（横浜）
　8.30 日ジンバブエ首脳会談（横浜）
　8.30 日リベリア首脳会談（横浜）
　8.30 日ベナン首脳会談（横浜）
　8.30 日コンゴ民主共和国首脳会談（横浜）
　8.30 日ザンビア首脳会談（横浜）
　8.30 日マダガスカル首脳会談（横浜）
　8.31 日セーシェル首脳会談（東京）
　8.31 日エスワティニ首脳会談（東京）
　8.31 日コモロ首脳会談（東京）
　8.31 日コートジボワール首脳会談（東京）
　8.31 日レソト首脳会談（東京）
　8.31 日タンザニア首脳会談（東京）
　8.31 日ソマリア首脳会談（東京）
　8.31 日ガーナ首脳会談（東京）
　9.　5 日印首脳会談（ウラジオストク）
　9.　5 日モンゴル首脳会談（ウラジオストク）
　9.　5 日露首脳会談（ウラジオストク）
　9.11 福岡高裁那覇支部、嘉手納基地騒音訴

訟（第5次）判決
　9.13 日コソボ首脳会談（東京）
　9.18 日豪首脳電話会談
　9.19 日ニュージーランド首脳会談（東京）
　9.23 第74回国連総会出席（ニューヨーク）

（～9.26）
　9.23 日ヨルダン首脳会談（ニューヨーク）
　9.24 日イラン首脳会談（ニューヨーク）
　9.25 日米首脳会談（ニューヨーク）
　9.25 日EU首脳会談（ニューヨーク）
　9.27 日EU首脳会談（ブリュッセル）
10.　2 日サモア首脳会談（東京）
10.17 日ヨルダン首脳電話会談
10.21 日モルディブ首脳会談（東京）
10.21 アウン・サン・スー・チー・ミャン

マー国家最高顧問との会談（東京）
10.21 日パレスチナ首脳会談（東京）
10.21 日ネパール首脳会談（東京）
10.21 日スロバキア首脳会談（東京）
10.21 日セルビア首脳会談（東京）
10.21 日フィンランド首脳会談（東京）
10.21 日ミクロネシア首脳会談（東京）
10.21 日パラオ首脳会談（東京）
10.21 日モンゴル首脳会談（東京）
10.21 日ルーマニア首脳会談（東京）
10.21 日ウクライナ首脳会談（東京）
10.21 日コソボ首脳会談（東京）
10.21 日レソト王国首脳会談（東京）
10.21 日エスワティニ首脳会談（東京）
10.21 日ニジェール首脳会談（東京）
10.21 日コートジボワール首脳会談（東京）
10.22 即位礼正殿の儀
10.23 日スロベニア首脳会談（東京）
10.23 日シンガポール首脳会談（東京）
10.23 日パキスタン首脳会談（東京）
10.23 日タイ首脳会談（東京）
10.23 日アフガニスタン首脳会談（東京）
10.23 日ナウル首脳会談（東京）

国 際
　6.16 中国のY-9情報収集機1機が東シナ海方面から飛来し、沖縄本島と宮古島の

間を通過して太平洋を飛行した後反転し、再び沖縄本島と宮古島の間を通過
　6.18 カナダ艦艇2隻が台湾海峡を通過
　6.20 ロシアのTu-95爆撃機2機がわが国を周回飛行し、太平洋を北上する際、

2度にわたり領空侵犯
　6.20 イラン革命ガード、ホルムズ海峡上空で米無人機を撃墜
　6.20
～21

習近平国家主席が北朝鮮を訪問（中国国家主席による訪朝は2005年の
胡錦濤前国家主席以来約14年ぶり。習近平氏の訪朝は2008年の国家副
主席としての訪朝以来約11年ぶり）

　6.21 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を東進
　6.23 ASEAN首脳会議、「インド太平洋に関するASEANアウトルック」

（AOIP）を採択
　6.23 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を西進
　6.30 米朝首脳が板門店において面会
　7.　1 ロシア潜水艇で火災が発生し、14名の乗組員が死亡
　7.　2 6月から7月にかけて、中国が南シナ海において初となる対艦弾道ミサ

イルの発射実験（報道）
　7.　6 中国艦艇2隻が対馬海峡を南下
　7.　8 米政府、台湾への武器売却（22億ドル相当）を議会に通知
　7.12 米軍が国家軍事戦略の概要を公表
　7.15 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を西進
　7.22 中国艦艇1隻が対馬海峡北上し、一時的に日本海へ進出したが、23日に

対馬海峡を南下し、東シナ海に向けて航行
　7.23 中国のH-6爆撃機2機及びロシアのTu-95爆撃機2機が、ともに対馬海

峡を通過し、東シナ海を南下。その後、中国機2機は北西の大陸方向に
飛行し、ロシア機2機は、沖縄本島及び宮古島の間を通過して太平洋を
飛行した後反転し、再び沖縄本島及び宮古島の間を通過し、東シナ海を
北上した後、再び対馬海峡を通過。また、ロシア機の支援をしていたと
されるA-50早期警戒管制機が竹島を領空侵犯

　7.24 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　7.24 中国が国防白書「新時代における中国の国防」を発行（約4年ぶり10回目）
　7.25 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　7.25 中国艦艇4隻が沖縄本島と宮古島間の海域を南下し、太平洋に向けて航行
　7.25 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　7.27 中国艦艇2隻が沖縄本島と宮古島間の海域を南下し、太平洋に向けて航行
　7.31 北朝鮮、弾道ミサイル（可能性）2発発射
　8.　1 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を西進
　8.　1 中国艦艇6隻が沖縄本島と宮古島間の海域を北上し、東シナ海に向けて航行
　8.　2 メドベージェフ首相が択捉島訪問
　8.　2 北朝鮮、弾道ミサイル（可能性）2発発射
　8.　2 INF全廃条約終了
　8.　6 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　8.　8 ロシア艦艇1隻が宗谷海峡を東進
　8.　8 ロシアのTu-142哨戒機2機が日本海から対馬海峡を通過して東シナ海へ

飛行した後、再び対馬海峡を通過して日本海へ飛行
　8.　8 ロシア北部アルハンゲリスク付近のロシア軍施設で、放射能漏れを伴う

とされる爆発によりロシア国防省及び国営原子力関連企業の職員など複
数が死亡

　8.10 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　8.15 ロシア艦艇3隻が宗谷海峡を東進
　8.16 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　8.16 安保理、カシミール情勢にかかる非公式会合を実施
　8.18 中国艦艇2隻が対馬海峡を北上
　8.18 米国が中距離で通常弾頭の地上発射型巡航ミサイルの発射実験を実施
　8.20 米政府、台湾への武器売却（80億ドル相当）を議会に通知
　8.22 中国艦艇2隻が対馬海峡を南下
　8.23 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　8.24 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　8.25 ロシア艦艇7隻が宗谷海峡を東進
　8.28 米艦艇1隻が南沙諸島ファイアリークロス礁及びミスチーフ礁の12海里

内で「航行の自由作戦」を実施
　8.29 米軍機1機が台湾海峡を飛行
　8.29 米国が第11の統合軍である宇宙コマンドを創設
　9.　2 初の米ASEAN海上共同演習（AUMX）を実施（～9.6）
　9.　5 英艦艇1隻がパラセル諸島付近を航行
　9.10 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　9.10 カナダ艦艇1隻が台湾海峡を通過
　9.11 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を西進
　9.11 台湾が国防報告書を公表（2年ぶり15回目）
　9.13 米艦艇1隻が西沙諸島周辺海域で「航行の自由作戦」を実施
　9.14 サウジアラビアの石油施設への攻撃
　9.16 ロシアの中央軍管区で実施された大規模演習に中国を含むSCO加盟国

軍が参加（～9.21）
　9.16 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を西進
　9.16 ロシア戦略指揮・参謀部演習「ツェントル2019」（～9.21）
　9.17 イスラエル議会再総選挙
　9.17 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を西進
　9.20 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　9.21 中国とソロモン諸島が国交樹立（台湾とソロモン諸島断交（9.16））
　9.26 米軍機1機が台湾海峡を飛行
　9.27 中国とキリバス共和国が国交樹立（台湾とキリバス共和国断交（9.20））
10.　1 中国建国70周年軍事パレードを実施
10.　1 ロシア艦艇3隻が宗谷海峡を東進
10.　2 北朝鮮、潜水艦発射弾道ミサイル1発発射（わが国排他的経済水域

（EEZ）内に落下）
10.　7 ロシア艦艇3隻が対馬海峡を南西進
10.　9 トルコ、シリア北部で軍事作戦開始
10.14 ロシア軍の東部軍管区は、サハリン州と沿海地方で最大8千人が参加す

る大規模演習を開始した旨発表
10.15 ロシア戦略核部隊演習「グロム2019」（～10.17）
10.21 カナダ連邦下院総選挙
10.22 ロシアのTu-95爆撃機2機が日本海から対馬海峡を通過して東シナ海へ

飛行した後、再び対馬海峡を通過して日本海へ飛行
10.25 中国艦艇2隻が対馬海峡を北上
10.27 米国、ISIL最高指導者殺害を公表
10.27 中国艦艇3隻が沖縄本島と宮古島間の海域を北上し、東シナ海に向けて航行
10.29 中国艦艇2隻が対馬海峡を南下
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年 防 衛
12.18 日中防衛相会談（北京）
12.19 日米防衛相電話会談
12.20 日インドネシア防衛相会談（東京）
12.21 御蔵島（伊豆諸島）周辺における漁船

の捜索にかかる災害派遣（～12.24）
12.25 日サウジアラビア防衛相電話会談
12.26 日豪防衛相電話会談
12.27 「中東地域における日本関係船舶の安全確

保に関する政府の取組について」閣議決定
12.28 日ジブチ防衛相会談（ジブチ）
12.29 日オマーン防衛相会談（マスカット）

2020
（令和2）

　1.　7 日米防衛相電話会談
　1.　8 沖縄県うるま市・沖縄市における豚熱

（CSF）にかかる災害派遣（～1.20）
　1.　9 日印防衛相電話会談
　1.　9 日イラン防衛相電話会談
　1.14 日米防衛相会談（ワシントンD.C.）
　1.15 豪州における国際緊急援助活動（豪州）

（～2.8）
　1.26 多国間共同訓練コブラ・ゴールド20へ

の参加（～3.9）
　1.31 新型コロナウイルス感染症の感染拡大

防止のための救援にかかる災害派遣
（～3.16）

　2.　2 沖縄県沖縄市における豚熱（CSF）に
かかる災害派遣（～2.4）

　2.13 「新型コロナウイルス感染症の感染拡大
防止に係る即応予備自衛官の災害等招集
及び予備自衛官の災害招集」を閣議決定

　2.13 予備自衛官に対する災害招集命令
（～3.16）

　2.15 第56回ミュンヘン安全保障会議（ミュ
ンヘン）

　2.15 日ウクライナ防衛相会談（ミュンヘン）
　2.15 日加防衛相会談（ミュンヘン）
　2.15 日仏防衛相会談（ミュンヘン）
　2.15 日独防衛相会談（ミュンヘン）
　2.15 河野防衛大臣とボレルEU上級代表との

会談（ミュンヘン）
　2.15 河野防衛大臣とストルベンデルグ

NATO事務総長との会談（ミュンヘン）
　3.　1 青森県下北郡沖における貨物船沈没に

伴う乗員の捜索救助にかかる災害派遣
（～3.3）

　3.　2 日UAE防衛相電話会談
　3.28 新型コロナウイルス感染症に対する水

際対策強化にかかる災害派遣（～5.31）
　4.17 日仏防衛相電話会談
　4.20 宮城県の新型コロナウイルス市中感染

拡大防止にかかる災害派遣（～5.1）
　4.24 日米防衛相電話会談
　4.24 日独防衛相電話会談
　4.26 長崎県の新型コロナウイルス市中感染

拡大防止にかかる災害派遣（～5.10）

国内（主な首脳会談含む）
10.23 日マーシャル首脳会談（東京）
10.23 日ブラジル首脳会談（東京）
10.23 日キルギス首脳会談（東京）
10.23 日トルクメニスタン首脳会談（東京）
10.23 日カザフスタン首脳会談（東京）
10.23 日独首脳会談（東京）
10.23 日モンテネグロ首脳会談（東京）
10.23 日スロベニア首脳会談（東京）
10.24 安倍総理大臣と韓国国務総理の会談

（東京）
10.24 日アルメニア首脳会談（東京）
10.24 日グアテマラ首脳会談（東京）
10.24 日アルバニア首脳会談（東京）
10.24 日ジョージア首脳会談（東京）
10.24 日パナマ首脳会談（東京）
10.24 日ブルガリア首脳会談（東京）
10.24 日チェコ首脳会談（東京）
10.25 広島高裁、岩国基地騒音訴訟（第1次

～3次）判決
11.　1 日チリ首脳電話会談
11.　3 ASEAN関連首脳会議（バンコク）

（～11.5）
11.　4 日タイ首脳会談（バンコク）
11.　4 第22回ASEAN＋3（日中韓）首脳会

議（バンコク）
11.　4 日中（中国国務院総理）首脳会談（バ

ンコク）
11.　4 日印首脳会談（バンコク）
11.　4 日シンガポール首脳会談（バンコク）
11.　4 第14回東アジア首脳会議（EAS）（バ

ンコク）
11.　4 日フィリピン首脳会談（バンコク）
11.　4 第22回日ASEAN首脳会議（バンコク）
11.　4 第3回RCEP首脳会議（バンコク）
11.　4 日インドネシア首脳会談（バンコク）
11.　4 日ベトナム首脳会談（バンコク）
11.　4 第11回日本・メコン地域諸国首脳会

議（バンコク）
11.10 祝賀御列の儀
11.12 「日・パラオ外交関係樹立25周年記念

式典」出席（東京）
11.14 日ミクロネシア首脳会談（東京）
11.25 ローマ教皇フランシスコ台下の会談

（東京）
11.29 日エルサルバドル首脳会談（東京）
12.　2 日EU首脳電話会談
12.　6 日ハンガリー首脳会談（東京）
12.12 日ジャマイカ首脳会談（東京）
12.19 日ウズベキスタン首脳会談（東京）
12.20 日イラン首脳会談（東京）
12.21 日英首脳電話会談
12.21 日米首脳電話会談
12.23 日中首脳会談（中国）
12.24 第8回日中韓サミット（成都）（～12.25）
12.24 日韓首脳会談（成都）
　1.　7 日豪首脳電話会談
　1.11 日加首脳電話会談
　1.12 日サウジアラビア首脳会談（リヤド）
　1.13 日UAE首脳会談（アブダビ）
　1.14 日オマーン首脳会談（マスカット）
　1.21 日ポーランド首脳会談（東京）
　1.23 東京高裁、横田基地騒音訴訟（第9次・

12次）判決
　2.10 日エストニア首脳会談（東京）
　3.12 金沢地裁、小松基地騒音訴訟（第5次・

6次）判決
　3.13 日仏首脳電話会談
　3.13 日米首脳電話会談
　3.15 日英首脳電話会談
　3.16 G7首脳テレビ会議
　3.24 日加首脳電話会談
　3.25 日米首脳電話会談
　3.25 日豪首脳電話会談
　3.26 G20首脳テレビ会議
　3.30 安倍内閣総理大臣と世界保健機関事務

局長との電話会談
　4.　3 日スウェーデン首脳電話会談
　4.10 日印首脳電話会談
　4.14 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）

に関するASEAN＋3（日中韓）特別
首脳テレビ会議

　4.16 G7首脳テレビ会議
　4.17 日トルコ首脳電話会談
　4.21 日エチオピア首脳電話会談
　4.23 日ヨルダン首脳電話会談
　4.23 日インドネシア首脳電話会談
　5.　4 日ベトナム首脳電話会談
　5.　5 日イラン首脳電話会談
　5.　7 日露首脳電話会談
　5.　8 日米首脳電話会談
　5.12 日ルクセンブルク首脳電話会談
　5.19 日ペルー首脳電話会談
　5.26 日EU首脳テレビ会議
　6.18 日スペイン首脳電話会談
　7.　8 最高裁、普天間基地騒音訴訟（第3

次・5次）決定
　7.　9 日豪首脳テレビ会談
　7.16 日独首脳テレビ会談

国 際
10.29 中国のY-9情報収集機1機が東シナ海から対馬海峡を通過して日本海へ

飛行した後反転し、再び東シナ海へと飛行
10.31 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
11.　7 国際海洋安全保障構成体（IMSC）司令部がバーレーンに設立
11.12 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
11.17 中国国産空母が初めて台湾海峡を通過
11.17 米韓、外交的努力と平和を促進する環境をつくるための善意の措置とし

て、米韓連合空中訓練を延期する旨発表
11.20 米艦艇1隻が南沙諸島のミスチーフ礁の12海里以内を航行する「航行の

自由作戦」を実施
11.21 米艦艇1隻が西沙諸島付近で「航行の自由作戦」を実施
11.27 ロシアのTu-95爆撃機2機が日本海から対馬海峡を通過して東シナ海へ

飛行した後、再び対馬海峡を通過して北海道沖まで飛行
11.27 中国艦艇4隻が大隅海峡を東進し、太平洋に向けて航行
11.28 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
11.28 中国艦艇1隻が対馬海峡を北上し、一時的に日本海へ進出したが、29日

に対馬海峡を南下し、東シナ海に向けて航行
11.29 中国のY-9情報収集機1機が東シナ海から対馬海峡を通過して日本海を

飛行した後反転し、再び東シナ海を飛行
12.　4 アフガニスタン東部で、日本人医師が銃撃事件により死亡
12.　7 英艦艇1隻が台湾海峡を通過
12.　8 北朝鮮、12月7日に「西海衛星発射場」（東倉里）で「重大な実験」を

行ったと発表
12.10 ベトナム、「国防白書2019」を公表
12.12 米国防省が射程500km以上の射程を持つ通常弾頭仕様の地上発射型弾

道ミサイルのプロトタイプの発射実験を実施した旨を発表
12.14 北朝鮮、12月13日に「西海衛星発射場」（東倉里）で「重大な実験」を

行ったと発表
12.16 中国艦艇4隻が沖縄本島と宮古島間の海域を北上し、東シナ海に向けて

航行
12.16 ロシア艦艇3隻が対馬海峡を北上
12.17 中国初の国産空母が「山東」と命名され、海南島・三亜において就役
12.20 米国が第6の軍種である宇宙軍を創設
12.24 露第5世代戦闘機Su-57、試験飛行中に墜落
12.26 空母「山東」が台湾海峡を通過
12.26 中国艦艇1隻が対馬海峡を北上し、一時的に日本海へ進出したが、27日

に対馬海峡を南下し、東シナ海に向けて航行
12.27 中国のY-9情報収集機1機が東シナ海から対馬海峡を通過して日本海を

飛行した後反転し、再び東シナ海を飛行
12.28 北朝鮮、朝鮮労働党中央委員会総会を開催（～12.31）
12.30 インドネシア外務省は、ナツナ諸島周辺のインドネシアのEEZ内で中

国海警局所属の公船が漁船団を護衛する形で違法操業をしたことを確認
したとし、抗議声明を発表

　1.　3 米国、イラン革命ガード・コッヅ部隊のソレイマニ司令官を殺害
　1.　8 イラン革命ガード、ウクライナ旅客機を撃墜
　1.　8 イラン、イラクの米軍駐留基地を弾道ミサイルで攻撃
　1.11 台湾総統選が実施され、現職の民進党の蔡英文総統が再選
　1.15 ロシア首相、内閣総辞職を発表
　1.16 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　1.20 マレーシア、初の国防白書を公表
　1.20 中国のTu-154情報収集機1機が東シナ海を長距離飛行
　1.21 ロシア新内閣発足
　1.25 米艦艇1隻が南沙諸島のファイアリークロス礁周辺で「航行の自由作戦」

を実施
　1.31 英国、EU離脱
　2.　4 米国防省が潜水艦発射型弾道ミサイル搭載の低出力核弾頭を配備してい

る旨を発表
　2.　6 米国、アラビア半島のアルカイダ（AQAP）の指導者殺害を公表
　2.　9 中国のH-6爆撃機4機がバシー海峡方面から飛来し、沖縄本島と宮古島

の間を通過して東シナ海へ飛行
　2.10 中国軍機による台湾海峡「中間線」越え飛行
　2.11 フィリピン外務省、米国に対し訪問軍協定（VFA）破棄を通知
　2.12 ロシア艦艇2隻が対馬海峡を南西進
　2.12 米軍機1機が台湾海峡を飛行
　2.15 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　2.21 イラン議会選挙
　2.22 南スーダンで、「再活性化された衝突解決合意」に基づく暫定政府が発足
　2.27 ロシアのSu-34戦闘爆撃機2機によるオホーツク海のわが国防空識別圏

内の飛行を初確認
　2.27 米韓、新型コロナウイルス感染拡大を防止するため、米韓連合訓練を延

期すると発表
　2.29 米国、タリバーンと和平合意に署名
　3.　2 北朝鮮、弾道ミサイルを2発発射
　3.　9 北朝鮮、弾道ミサイルを2発発射
　3.10 米艦艇1隻が西沙諸島付近で「航行の自由作戦」を実施
　3.18 中国艦艇4隻が沖縄本島と宮古島間の海域を北上し、東シナ海に向けて航行
　3.21 北朝鮮、弾道ミサイルを2発発射
　3.23 中国のY-9早期警戒機による東シナ海のわが国防空識別圏の飛行を初確認
　3.24 中国艦艇1隻が対馬海峡を北上し、一時的に日本海へ進出したが、25日

に対馬海峡を南下し、東シナ海に向けて航行
　3.24 ロシアのTu-95爆撃機2機が日本海からオホーツク海を経て太平洋まで

飛行するとともに、それに併せてSu-35戦闘機2機及び推定ロシア機2
機が日本海を飛行

　3.25 中国のY-9情報収集機1機が東シナ海から対馬海峡を通過して日本海を
飛行した後反転し、再び東シナ海へと飛行

　3.25 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
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年 防 衛
　4.28 日英防衛相電話会談
　5.　1 日加防衛相電話会談
　5.　2 長崎県の新型コロナウイルス市中感染

拡大防止にかかる災害派遣（～5.14）
　5.　7 日豪防衛相電話会談
　5.　8 日印防衛相電話会談
　5.　8 兵庫県朝来市における山林火災にかか

る災害派遣（～5.11）
　5.12 日フィリピン防衛相電話会談
　5.15 日米防衛相電話会談
　5.18 宮城県加美町における行方不明者捜索

にかかる災害派遣（～5.21）
　5.19 日ニュージーランド防衛相テレビ会談
　5.19 日シンガポール防衛相電話会談
　5.19 日インドネシア防衛相電話会談
　5.20 日伊防衛相電話会談
　6.　1 日モンゴル防衛相テレビ会談
　6.　9 日UAE防衛相テレビ会談
　6.16 日パプアニューギニア防衛相電話会談
　6.26 日・NATO国別パートナーシップ協力

計画(IPCP)の改定
　7.　4 令和2年7月豪雨にかかる災害派遣

（～8.7）
　7.　5 令和2年7月豪雨にかかる即応予備自衛

官の災害招集及び予備自衛官の災害招
集を閣議決定

　7.　5 即応予備自衛官に対する災害招集命令
（～7.23）

　7.　8 日米豪防衛相テレビ会談
　7.　9 予備自衛官に対する災害招集命令（～7.23）
　7.20 日マレーシア防衛相電話会談
　7.21 河野防衛大臣とストルテンベルグ

NATO事務総長との電話会談
　8.　6 河野防衛大臣とバジュワ・パキスタン

陸軍参謀長とのテレビ会談
　8.12 日トンガ防衛相電話会談
　8.12 日インドネシア防衛相テレビ会談
　8.18 沖縄県の新型コロナウイルス市中感染

拡大防止にかかる災害派遣（～8.31）
　8.19 日フィジー防衛相テレビ会談
　8.25 フィリピンへの警戒管制レーダーの移

転契約が成立
　8.27 日フィンランド防衛相テレビ会談
　8.29 日米防衛相会談（グアム）
　9.　4 令和2年台風第10号にかかる災害派遣

（～9.7）
　9.　8 日サウジアラビア防衛相電話会談
　9.　9 日印物品役務相互提供協定（ACSA）署

名
　9.17 岸防衛大臣就任
　9.26 群馬県高崎市における豚熱（CSF）発

生にかかる災害派遣（～10.1）
10.　7 日米防衛相電話会談
10.12 日豪防衛相電話会談
10.19 日豪防衛相会談（東京）
10.23 日フィリピン防衛相テレビ会談
10.26 令和2年度日米共同統合演習（実動演

習）（KeenSword21/02FTX）（～11.5）
11.　2 日インドネシア防衛相テレビ会談
11.　5 香川県三豊市、東かがわ市における鳥イン

フルエンザ発生にかかる災害派遣（～11.9）
11.10 日独防衛相テレビ会談
11.10 「シナイ半島国際平和協力業務実施計画」

変更の閣議決定（～21.11.30）
11.10 海賊対処行動の継続の閣議決定

（～21.11.19）
11.14 岸防衛大臣とミラー米国防長官代行と

の電話会談
11.16 日ベトナム防衛相テレビ会談
11.25 日加防衛相電話会談
11.25 福岡県宗像市における鳥インフルエン

ザ発生にかかる災害派遣（～11.27）
11.26 令和2年度在外邦人等保護措置訓練（国

内）（～12.3）
11.26 兵庫県淡路市における鳥インフルエン

ザ発生にかかる災害派遣（～11.28）
11.28 令和2年度航空観閲式（入間）
12.　2 香川県三豊市における鳥インフルエン

ザ発生にかかる災害派遣（～12.4）
12.　7 日シンガポール防衛相テレビ会談
12.　7 広島県三原市における鳥インフルエン

ザ発生にかかる災害派遣（～12.9）
12.　8 北海道の新型コロナウイルス市中感染

拡大防止にかかる災害派遣（～12.21）
12.10 第7回拡大ASEAN国防相会議及び第6回

日ASEAN防衛担当相会合（オンライン）
12.11 中東地域における日本関係船舶の安全

確保に関する政府の取組に関する閣議
決定の変更（～21.12.26）

12.11 岡山県美作市における鳥インフルエン
ザ発生にかかる災害派遣（～12.14）

12.14 日中防衛相テレビ会談
12.15 日独防衛相フォーラム「インド太平洋：

地域における日本とドイツのエンゲー
ジメント」（オンライン）

12.15 日ブラジル防衛相テレビ会談
12.15 日ブラジル防衛協力・交流に関する覚

書署名

国内（主な首脳会談含む）
　8.　4 日ベトナム首脳電話会談
　8.31 日米首脳電話会談
　8.31 日露首脳電話会談
　9.　2 日加首脳電話会談
　9.　2 日ヨルダン首脳電話会談
　9.　2 日英首脳電話会談
　9.　7 日イスラエル首脳電話会談
　9.　7 日フィリピン首脳電話会談
　9.　8 日豪首脳電話会談
　9.　9 日オーストリア首脳電話会談
　9.　9 日トルコ首脳電話会談
　9.10 日印首脳電話会談
　9.10 日トルクメニスタン首脳電話会談
　9.20 日豪首脳電話会談
　9.20 日米首脳電話会談
　9.22 日独首脳電話会談
　9.22 日EU首脳電話会談
　9.23 日英首脳電話会談
　9.24 日韓首脳電話会談
　9.25 日印首脳電話会談
　9.25 日中首脳電話会談
　9.26 第75回国連総会出席（オンライン）
　9.29 日露首脳電話会談
　9.30 日加首脳電話会談
10.　5 日仏首脳電話会談
10.　6 日EU首脳電話会談
10.　7 日伊首脳電話会談
10.12 日ベトナム首脳電話会談
10.13 日インドネシア首脳電話会談
10.19 日ベトナム首脳会談
10.20 日インドネシア首脳会談
10.28 日トルコ首脳電話会談
10.29 日シンガポール首脳電話会談
11.12 菅内閣総理大臣とバイデン次期米国大

統領との電話会談
11.12 第23回日ASEAN首脳会議
11.13 第12回日本・メコン地域諸国首脳会

議（オンライン）
11.14 第15回東アジア首脳会議（EAS）
11.14 第23回ASEAN＋3（日中韓）首脳会議
11.15 第4回RCEP首脳会議及びRCEP協定

への署名（オンライン）
11.17 日豪首脳会談（東京）
11.20 日ニュージーランド首脳電話会談
11.20 APEC首脳会議（オンライン）
11.21 G20リヤドサミット（オンライン）
12.　2 日イスラエル首脳電話会談
12.　7 日オランダ首脳電話会談
12.　9 最高裁、横田基地騒音訴訟（第10次・

11次）決定
12.14 日フィリピン首脳電話会談
12.16 日ノルウェー首脳電話会談

国 際
　3.26 ロシア艦艇18隻が宗谷海峡を東進
　3.26 ロシア艦艇2隻が対馬海峡を北東進
　3.29 北朝鮮、弾道ミサイルを2発発射
　4.　3 ロシア艦艇2隻が対馬海峡を南西進
　4.　9 ロシアのIL-38哨戒機2機がオホーツク海から日本海を長距離を飛行
　4.10 空母「遼寧」を含む中国艦艇6隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を南下

し、太平洋に向けて航行
　4.10 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　4.15 米宇宙コマンド、ロシアが地上発射型対衛星ミサイルの発射試験を実施

した旨発表
　4.15 イラン革命ガードの船舶がペルシャ湾で米軍の船舶に異常接近
　4.18 中国、海南省三沙市に「西沙区」及び「南沙区」設置を公表
　4.23 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　4.24 ロシア艦艇7隻が宗谷海峡を西進
　4.28 空母「遼寧」を含む中国艦艇6隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を北上

し、東シナ海に向けて航行
　4.28 米艦艇1隻が西沙諸島付近で「航行の自由作戦」を実施
　4.29 米艦艇1隻が南沙諸島付近で「航行の自由作戦」を実施
　4.29 中国艦艇3隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を南東進し、太平洋に向け

て航行
　5.　5 中国軍及びインド軍が実効支配線（LAC）上で対峙（印ラダック州国境）
　5.　9 中国軍及びインド軍が実効支配線（LAC）上で対峙（印シッキム州国境）
　5.13 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　5.17 ロシア艦艇1隻が対馬海峡を南西進
　5.24 北朝鮮、朝鮮労働党中央軍事委員会拡大会議開催と発表
　5.28 米艦艇1隻が西沙諸島付近で「航行の自由作戦」を実施
　5.29 中国艦艇3隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を南東進し、太平洋に向け

て航行
　6.　4 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　6.10 ロシアのIL-20情報収集機1機が北海道礼文島沖から能登半島沖まで飛行
　6.15 中国軍およびインド軍が実効支配線（LAC）上のガルワン渓谷で衝突、

双方に死者が発生
　6.16 北朝鮮、南北共同連絡事務所を爆破
　6.17 ロシア艦艇2隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を北上した後、対馬海峡

を北東進、また、19日にロシア艦艇1隻が対馬海峡を北東進
　6.18 潜水航行する潜水艦が奄美大島の北東の海域（接続水域内）を西進し、

20日に横当島の西の海域（接続水域外）を西進
　6.20 中国艦艇3隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を北上し、東シナ海へ向け

て航行
　6.21 中国艦艇1隻が対馬海峡を北上し、一時的に日本海へ進出したが、23日

に対馬海峡を南下し、東シナ海に向けて航行
　6.21 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を東進
　6.22 中国のY-9情報収集機1機が東シナ海から対馬海峡を通過しが日本海を

飛行した後反転し、再び東シナ海へ飛行
　6.26 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を南下し、一時的に太平洋

へ進出したが、28日に北上し、東シナ海へ向けて航行
　6.28 中国のH-6爆撃機2機が東シナ海方面から飛来し、沖縄本島と宮古島の

間を通過して太平洋に至り、バシー海峡方面へ飛行した後反転し、再び
沖縄本島と宮古島の間を通過

　7.　4 2個米空母打撃群が南シナ海で共同演習を実施
　7.13 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を南下し、一時的に太平洋

へ進出したが、18日に北上し、東シナ海へ向けて航行
　7.14 米艦艇1隻が南沙諸島付近で「航行の自由作戦」を実施
　7.14 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を西進
　7.28 ロシア艦艇3隻が宗谷海峡を東進
　8.　5 ロシア艦艇3隻が対馬海峡を南西進
　8.10 中国軍機による台湾海峡「中間線」越え飛行
　8.14 ロシアのIL-20情報収集機1機が北海道礼文島沖から能登半島沖まで飛行
　8.18 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　8.19 ロシアの爆撃機2機隠岐の島沖から日本海を飛行

この動きにあわせて、推定ロシア機2機が隠岐の島沖から佐渡島沖まで
飛行し、別の推定ロシア機2機が佐渡島沖から北海道礼文島沖まで、さ
らに別の2機が北海道礼文島沖から日本海を飛行

　8.27 米艦艇1隻が西沙諸島付近で「航行の自由作戦」を実施
　8.28 ロシアのIL-38哨戒機2機が日本海を長距離飛行
　8.30 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　9.14 ロシア艦艇6隻が宗谷海峡を西進
　9.15 イスラエル、アラブ首長国連邦及びバーレーンが国交正常化の合意文書

に署名
　9.18 中国軍機による台湾海峡「中間線」越え飛行
　9.19 中国軍機による台湾海峡「中間線」越え飛行
　9.23 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を南下し、一時的に太平洋

へ進出したが、26日に北上し、東シナ海へ向けて航行
　9.25 中国のY-9情報収集機1機が東シナ海方面から飛来し、沖縄本島と宮古

島の間を通過して太平洋に至り、バシー海峡方面へ飛行した後反転し、
再び沖縄本島と宮古島の間を通過

　9.27 ロシア艦艇3隻が対馬海峡を北東進
10.　2 ロシアのMi-8回転翼航空機1機が北海道知床岬のわが国領海上空を領空

侵犯
10.　9 米艦艇1隻が西沙諸島付近で「航行の自由作戦」を実施
10.10 北朝鮮、軍事パレードを実施
10.14 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
10.23 リビア停戦合意署名
10.23 イスラエルとスーダンが国交正常化に合意
11.　6 ロシアの早期警戒管制機1機が隠岐の島沖から日本海を北上しオホーツ

ク海を飛行し、これとは別に、推定ロシア機2機が隠岐の島沖から日本
海を北上しオホーツク海まで、別の推定ロシア機2機が隠岐の島沖から
佐渡島沖まで、別の2機が佐渡島沖から北海道礼文島沖まで、さらに別
の2機が北海道礼文島沖から日本海を北上しオホーツク海を飛行

11.　6 ロシア艦艇3隻が対馬海峡を南西進
11.20 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
11.21 ロシアのIL-20情報収集機1機が北海道礼文島沖から能登半島沖まで飛行
11.24 米艦艇1隻がピョートル大帝湾で「航行の自由作戦」を実施
12.10 イスラエルとモロッコが国交正常化に合意
12.19 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
12.21 中国艦艇1隻が対馬海峡を北上し、一時的に日本海へ進出したが、23日

に対馬海峡を南下し、東シナ海に向けて航行
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年 防 衛
12.15 大阪府の新型コロナウイルス市中感染

拡大防止にかかる災害派遣（～12.28）
12.17 関越自動車道における大雪にかかる災

害派遣（～12.18）
12.18 「新たなミサイル防衛システムの整備等

及びスタンド・オフ防衛能力の強化に
ついて」閣議決定

12.22 日印防衛相電話会談
12.24 千葉県いすみ市における鳥インフルエ

ンザ発生にかかる災害派遣（～12.31）
12.29 三重県伊賀市における豚熱（CSF）発

生にかかる災害派遣（～21.1.1）
2021

（令和3）
　1.　5 秋田県において発生した大雪への対応

にかかる災害派遣（～1.10）
　1.10 北陸自動車道などにおける大雪にかか

る災害派遣（～1.12）
　1.10 新潟県において発生した大雪への対応

にかかる災害派遣（～1.12）
　1.11 千葉県いすみ市における鳥インフルエ

ンザ発生にかかる災害派遣（～1.19）
　1.14 日英防衛相テレビ会談
　1.15 日仏防衛相テレビ会談
　1.24 日米防衛相電話会談
　1.31 沖縄県宮古島の新型コロナウイルス市中

感染拡大防止に関する災害派遣（～2.13）
　2.　2 茨城県城里町における鳥インフルエン

ザ発生にかかる災害派遣（～2.7）
　2.　3 日英外務・防衛閣僚会合（「2＋2」）（オ

ンライン）
　2.　4 岸大臣とハーリド・サウジアラビア国

防副大臣との電話会談
　2.　6 千葉県旭市、多古町、匝瑳市における

鳥インフルエンザ発生にかかる災害派
遣（～2.14）

　2.15 日イラン防衛相テレビ会談
　2.22 栃木県足利市における山林火災にかか

る災害派遣（～3.3）
　2.25 群馬県桐生市における山林火災にかか

る災害派遣（～2.28）
　3.　3 日・太平洋島嶼国国防大臣会合（JPIDD）

準備会合
　3.10 日UAE防衛相テレビ会談
　3.13 第89回安全保障・防衛に関するオタワ

会議（オンライン）
　3.14 防衛省サイバーコンテスト開催
　3.16 日米安全保障協議委員会（「2＋2」）（東京）
　3.16 日米防衛相会談（東京）
　3.17 日ウクライナ防衛相テレビ会談
　3.23 「日独情報保護協定」署名・発効
　3.25 日英防衛相電話会談
　3.28 日インドネシア防衛相会談（東京）
　3.30 日インドネシア外務・防衛閣僚会合（「2

＋2」）（東京）
　3.30 日インドネシア防衛装備品・技術移転

協定署名・発効
　4.　2 群馬県前橋市における豚熱（CSF）に

かかる災害派遣（～4.8）
　4.13 日独外務・防衛閣僚会合（「2＋2」）
　4.13 NATO CCDCOEサイバー防衛演習

「ロックド・シールズ2021」（～4.16）（初
正式参加）

　4.14 三重県津市における豚熱（CSF）発生
にかかる災害派遣（～4.17）

　4.15 日マレーシア防衛相テレビ会談
　4.17 栃木県那須塩原市における豚熱（CSF）

発生にかかる災害派遣（～4.20）
　4.19 日ニュージーランド防衛相テレビ会談
　4.28 日加防衛相テレビ会談
　5.19 日豪防衛相電話会談
　5.20 日ブルネイ防衛相級テレビ会談
　5.21 「海賊対処行動に係る多国籍部隊への司

令部要員の派遣」の閣議決定（～11.19）
　5.25 日タイ防衛相テレビ会談
　5.28 愛媛県今治市来島海峡における行方不

明者捜索にかかる災害派遣（～6.1）
　6.　2 日フィリピン防衛相テレビ会談
　6.　3 日ベトナム防衛相テレビ会談
　6.　9 日豪外務・防衛閣僚会合（「2＋2」）（オ

ンライン）
　6.16 第8回拡大ASEAN国防相会議（オンラ

イン）
　6.17 欧州議会「安全保障・防衛小委員会」

岸防衛大臣スピーチ（オンライン）
　6.22 日独防衛相テレビ会談
　6.23 日ラオス防衛相テレビ会談
　6.25 日カンボジア防衛相テレビ会談
　7.　3 静岡県熱海市における令和3年7月1日

からの大雨にかかる災害派遣（～7.31）
　7.　6 岸防衛大臣とラージャパクサ・スリラ

ンカ大統領（国防省を所管）とのテレ
ビ会談

　7.　9 東京2020オリンピック・パラリンピッ
ク競技大会支援（～9.6）

　7.11 日印物品役務相互提供協定（ACSA）発
効

　7.20 日英防衛相会談（東京）
　7.30 日米防衛相電話会談

国内（主な首脳会談含む）

　1.27 最高裁、横田基地騒音訴訟（第9次・
12次）決定

　1.28 日米首脳電話会談
　2.　3 日加首脳電話会談
　2.16 日英首脳電話会談
　2.19 G7首脳テレビ会議
　2.25 日豪首脳電話会談
　3.　9 日印首脳電話会談
　3.12 日米豪印首脳テレビ会議
　3.16 日スウェーデン首脳電話会談
　3.19 日伊首脳電話会談
　3.22 日ベトナム首脳電話会談
　3.23 日ポーランド首脳電話会談
　4.　7 日ラオス首脳電話会談
　4.　9 日タイ首脳電話会談
　4.13 最高裁、岩国基地騒音訴訟（第1次

～3次）決定
　4.14 日ウクライナ首脳電話会談
　4.16 日米首脳会談（ワシントンD.C.）
　4.26 日印首脳電話会談
　5.11 日ベトナム首脳電話会談
　5.12 日カザフスタン首脳電話会談
　5.12 日ウズベキスタン首脳電話会談
　5.13 日トルクメニスタン首脳電話会談
　5.17 日ベトナム首脳電話会談
　5.19 日フィリピン首脳電話会談
　5.25 日シンガポール首脳電話会談
　5.27 日EU定期首脳協議
　5.28 日英首脳電話会談
　6.11 G7コーンウォール・サミット
　6.11 日英首脳会談（コーンウォール）
　6.12 日独首脳会談（コーンウォール）
　6.12 日仏首脳会談（コーンウォール）
　6.13 日豪首脳会談（コーンウォール）
　6.13 日加首脳会談（コーンウォール）
　6.29 日ツバル首脳テレビ会談
　6.29 日フィジー首脳テレビ会談
　6.29 日キリバス首脳テレビ会談
　6.29 日パプアニューギニア首脳テレビ会談
　6.29 日バヌアツ首脳テレビ会談
　6.29 日パラオ首脳テレビ会談
　6.30 日クック首脳テレビ会談
　6.30 日ミクロネシア首脳テレビ会談
　6.30 日ニウエ首脳テレビ会談
　6.30 日トンガ首脳テレビ会談
　7.　1 日ソロモン首脳テレビ会談
　7.　1 日ナウル首脳テレビ会談
　7.　2 第9回太平洋・島サミット（オンライン）
　7.22 日モンゴル首脳会談（東京）
　7.24 日コソボ首脳会談（東京）
　7.24 日モンテネグロ首脳会談（東京）
　7.24 日ポーランド首脳会談（東京）
　7.24 日スイス首脳会談（東京）
　7.24 日アルメニア首脳会談（東京）
　7.24 日仏首脳会談（東京）
　8.　4 日エストニア首脳会談（東京）
　8.10 日米首脳電話会談
　8.24 アフガニスタン情勢に関するG7首脳

テレビ会談
　9.15 日ベトナム首脳電話会談
　9.15 日豪首脳テレビ会談
　9.23 日印首脳会談（ワシントンD.C.）
　9.24 日豪首脳会談（ワシントンD.C.）
　9.24 第2回日米豪印首脳会合（ワシントン

D.C.）
10.　5 日米首脳電話会談
10.　5 日豪首脳テレビ会談
10.　7 日露首脳電話会談
10.　8 日中首脳電話会談
10.　8 日印首脳電話会談
10.12 アフガニスタン情勢に関するG20首脳

テレビ会議
10.13 日英首脳電話会談
10.15 日韓首脳電話会談
10.27 第24回日ASEAN首脳会議（オンライ

ン）
10.27 第24回日ASEAN＋3（日中韓）首脳

会議（オンライン）
10.27 第16回東アジア首脳会議（EAS）（オ

ンライン）
10.30 岸田内閣総理大臣のG20ローマサミッ

ト出席（オンライン）
11.　2 岸田内閣総理大臣のCOP26出席（グ

ラズゴー）
11.　2 日ベトナム首脳会談（グラズゴー）

国 際
12.22 中国のH-6爆撃機4機及びTu-95ロシアの爆撃機2機が日本海から東シ

ナ海、さらには太平洋にかけての長距離にわたる共同飛行
12.22 ロシア艦艇1隻が宗谷海峡を西進
12.22 米艦艇1隻が南沙諸島付近で「航行の自由作戦」を実施
12.24 米艦艇1隻がコンダオ諸島付近で「航行の自由作戦」を実施
12.27 ロシア艦艇3隻が対馬海峡を北東進
12.31 米艦艇2隻が台湾海峡を通過

　1.　5 北朝鮮、朝鮮労働党第8回大会を開催（～1.12）
　1.14 北朝鮮、軍事パレードを実施
　1.20 バイデン政権発足
　1.24 中国及びインドが、実効支配線（LAC）における両国軍の対峙の解消を

進めることで合意
　2.　2 韓国、「2020国防白書」発表
　2.　4 バイデン米大統領がイエメンで行われている攻撃的な作戦の支援の全面

的な停止を表明
　2.　4 米艦艇2隻が台湾海峡を通過
　2.　5 米艦艇1隻が西沙諸島付近で「航行の自由作戦」を実施
　2.　9 2個米空母打撃群が南シナ海で共同演習を実施
　2.17 米艦艇1隻が南沙諸島付近で「航行の自由作戦」を実施
　2.21 中国及びインドが、パンゴン湖周辺における両国軍の前線部隊の離脱が

完了したことを肯定的に評価する旨公表
　2.24 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　3.　3 米国が国家安全保障戦略暫定指針を発表
　3.10 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　3.10 リビア暫定統一国民政府を代表議会が承認
　3.11 ロシアのA-50早期警戒管制機1機が、能登半島沖から北海道礼文島沖ま

で飛行し、これとは別に、推定ロシア機2機が隠岐の島北方から日本海
を北上し、オホーツク海を経て太平洋まで、これにあわせて別の推定ロ
シア機2機が隠岐の島北方から日本海まで、別の推定ロシア機2機が北
海道奥尻島沖からオホーツク海まで、さらに別の推定ロシア機2機が北
海道宗谷岬の北から太平洋まで飛行

　3.18 中国艦艇3隻が対馬海峡を北上し、日本海へ向けて航行
　3.25 中国艦艇3隻が対馬海峡を南下し、東シナ海へ向けて航行
　3.25 北朝鮮、弾道ミサイル2発発射
　3.29 中国のY-9情報収集機1機が東シナ海方面から飛来し、沖縄本島と宮古

島の間を通過して太平洋に至り、バシー海峡方面へ飛行した後反転し、
再び沖縄本島と宮古島の間を通過
これとは別に、中国のY-9哨戒機1機が東シナ海方面から飛来し、沖縄
本島と宮古島の間を通過して太平洋に至った後反転し、再び沖縄本島と
宮古島の間を通過

　3.29 ロシアのIL-38哨戒機2機が、日本海の隠岐の島沖から男鹿半島沖まで飛行
　4.　3 空母「遼寧」を含む中国艦艇6隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を南下

し、太平洋に向けて航行
　4.　4 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を南下し、一時的に太平洋

に進出したが、同日、沖縄本島と宮古島の間の海域を北上し、東シナ海
へ向けて航行

　4.　4 中国のY-9哨戒機1機が東シナ海方面から飛来し、沖縄本島と宮古島の
間を通過して太平洋上に至り、太平洋上で旋回後、反転し、再び沖縄本
島と宮古島の間を通過

　4.　7 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　4.　9 1個米空母打撃群と1個米水陸両用即応群が南シナ海で統合演習を実施
　4.14 米国がアフガニスタンから駐留米軍を9.11までに撤収させると発表
　4.　6 JCPOAをめぐる米国・イラン間の間接協議開始
　4.26 空母「遼寧」を含む中国艦艇6隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を北上

し、東シナ海へ向けて航行
　4.27 空母「遼寧」からZ-18早期警戒ヘリコプター1機が発艦し、大正島領空

の北東約50kmから約100kmの空域を飛行したことを確認
　4.30 ロシア艦艇2隻が対馬海峡を南下し、東シナ海へ向けて航行
　4.30 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を南下し、一時的に太平洋

に進出したが、5月1日に台湾と与那国島の間の海域を北上し、東シナ
海へ向けて航行

　4.30 中国のY-9情報収集機1機及びY-9哨戒機1機が東シナ海方面から飛来
し、沖縄本島と宮古島の間を通過して太平洋に至り、バシー海峡方面へ
飛行したのち反転し、再び沖縄本島と宮古島の間を通過

　5.　5 ロシア艦艇4隻が対馬海峡を南下し、東シナ海へ向けて航行
　5.15 ロシア艦艇4隻が宗谷海峡を東進
　5.16 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を東進
　5.16 中国艦艇3隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を南下し、太平洋に向けて

航行
　5.18 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　5.20 米艦艇1隻が西沙諸島付近で「航行の自由作戦」を実施
　5.21 パレスチナ・ガザ地区における停戦が発効
　5.31 中国艦艇3隻が大隅海峡を東進し、太平洋に向けて航行
　6.14 NATO首脳会議にて2030年に向け同盟の機能強化を検討する「NATO2030」

を承認
　6.15 北朝鮮、朝鮮労働党中央委員会第8期第3回総会を開催（～6.18）
　6.16 ロシア艦艇2隻が対馬海峡を北上し、日本海へ向けて航行
　6.18 ロシア艦艇4隻が宗谷海峡を東進
　6.22 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　6.25 ロシアのSu-25攻撃機1機が日本海のわが国防空識別圏内を飛行してい

ることを初確認
　7.　4 ロシア艦艇7隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を北上した後、対馬海峡

を北東進し、日本海へ向けて航行
　7.　9 フランス、サヘル地域における対テロ作戦改編を発表
　7.　9 ロシア艦艇1隻が宗谷海峡を西進
　7.12 米艦艇1隻が西沙諸島付近で「航行の自由作戦」を実施
　7.28 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　7.29 オマーン湾における船舶への攻撃（～7.30）
　7.30 フィリピン政府、米国に対しVFA破棄通告の撤回決定を発表
　7.31 中国及びインドが、ゴグラ地区における両国軍の対峙解消、及び残りの

地域についても対峙解消に向けた協議を進めることに合意
　8.14 中国艦艇1隻が対馬海峡を北東進し、日本海へ向けて航行
　8.15 タリバーン、アフガニスタンの首都カブールを制圧
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年 防 衛
　8.10 青森県における大雨被害にかかる災害

派遣（～8.17）
　8.12 沖縄県の新型コロナウイルス市中感染

拡大防止にかかる災害派遣（～9.5）
　8.13 令和3年8月の大雨にかかる災害派遣

（～8.19）
　8.23 在アフガニスタン・イスラム共和国邦

人等輸送（～8.31）
　9.　2 日・太平洋島嶼国国防大臣会合（オン

ライン）
　9.11 日ベトナム防衛相会談（ハノイ）
　9.11 日ベトナム防衛装備品・技術移転協定

署名・発効
10.　3 和歌山県和歌山市における水道橋崩落

に伴う給水支援にかかる災害派遣
（～10.9）

10.20 鳥取県における行方不明者捜索にかか
る災害派遣（～10.22）

11.　9 日UAE防衛相テレビ会談
11.16 「海賊対処行動の継続」の閣議決定

（～2022.11.19）
11.19 令和3年度自衛隊統合演習（実動演習）

（～11.30）
11.23 日ベトナム防衛相会談（東京）
11.23 日越防衛当局間の衛生分野での協力に

関する覚書への署名
11.23 日ベトナム防衛当局間のサイバーセ

キュリティ分野での協力に関する覚書
への署名

11.27 令和3年度観閲式（朝霞）
12.　3 日米防衛相電話会談
12.　9 日加防衛相テレビ会談
12.12 宮城県大河原町における豚熱（CSF）

発生にかかる災害派遣（～12.14）
12.24 「中東地域における日本関係船舶の安全

確保に関する政府の取組に関する閣議
決定の変更」の閣議決定（～22.11.19）

12.27 日中防衛相テレビ会談
12.28 日ブルネイ防衛相テレビ会談

国内（主な首脳会談含む）
11.　2 岸田内閣総理大臣とグテーレス国連事

務総長との会談
11.　2 日英首脳会談（グラズゴー）
11.　2 日豪首脳会談（グラズゴー）
11.12 APEC首脳会議（オンライン）
11.15 日仏首脳電話会談
11.17 日フィリピン首脳電話会談
11.18 日インドネシア首脳電話会談
11.22 日タイ首脳電話会談
11.22 日シンガポール首脳電話会談
11.24 日ベトナム首脳会談
11.25 第13回ASEM首脳会談（オンライン）
12.　1 日カンボジア首脳テレビ会談
12.　1 日トルコ首脳電話会談
12.　2 日マレーシア首脳電話会談
12.　9 岸田内閣総理大臣の米国主催「民主主

義のためのサミット」出席（オンライ
ン）

12.14 日独首脳電話会談

国 際
　8.22 中国艦艇3隻が対馬海峡を北東進し、日本海へ向けて航行
　8.24 中国艦艇3隻が沖縄本島と宮古島の間の海域を南下し、太平洋に向けて

航行
　8.24 中国艦艇4隻が宗谷海峡を東進
　8.24 中国のTB-001（推定）偵察／攻撃型無人機1機が、東シナ海のわが国防

空識別圏内を飛行していることを初確認
　8.25 中国のBZK-005無人機1機、Y-9情報収集機1機、Y-9哨戒機1機が東シ

ナ海方面から飛来し、沖縄本島と宮古島との間を通過して太平洋に至
り、太平洋上で旋回後、反転し、再び沖縄本島と宮古島との間を通過

　8.26 中国艦艇2隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を北上し、東シナ海へ向
けて航行

　8.26 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を北上し、東シナ海へ向
けて航行

　8.26 中国のTB-001（推定）偵察／攻撃型無人機1機、Y-9情報収集機1機、
Y-9哨戒機1機が東シナ海方面から飛来し、沖縄本島と宮古島との間を
通過して太平洋に至り、太平洋上で旋回後、反転し、再び沖縄本島と宮
古島との間を通過

　8.26 アフガニスタンのカブール国際空港付近における自爆テロ
　8.27 米艦艇2隻が台湾海峡を通過
　8.31 米国、駐アフガニスタン米軍の撤収完了を発表
　8.31 中国艦艇1隻が対馬海峡を南下し、東シナ海へ向けて航行
　9.　3 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を東進
　9.　3 中国艦艇2隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南下し、太平洋に進出、

5日に中国艦艇1隻と合流し、台湾と与那国島との間の海域を北上し、
東シナ海へ向けて航行

　9.　4 英空母打撃群、わが国に寄港
　9.　8 アフガニスタンにおいて、タリバーンが暫定内閣を発表
　9.　8 米艦艇1隻が南沙諸島付近で「航行の自由作戦」を実施
　9.10 ロシア艦艇1隻が宗谷海峡を西進
　9.10 中国のものと推定する潜水航行する潜水艦が奄美大島の東の海域（接続

水域外）を北西進し、12日に横当島の西南西の海域（接続水域外）を
西進

　9.11 中国艦艇4隻が大隅海峡を西進
　9.12 ロシアのAn-261機が、北海道知床岬のわが国領海上空を領空侵犯
　9.14 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を西進
　9.15 豪米英政府、3か国の安全保障協力枠組み「AUKUS」設立
　9.15 北朝鮮、弾道ミサイルを2発発射
　9.16 EU、初の「インド太平洋戦略」を発表
　9.17 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　9.18 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を北上し、東シナ海へ向

けて航行
　9.19 ロシア艦艇1隻が宗谷海峡を東進
　9.20 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を西進
　9.21 ロシア艦艇1隻が宗谷海峡を西進
　9.23 ロシア艦艇1隻が宗谷海峡を東進
　9.24 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を北上し、東シナ海へ向

けて航行
　9.28 北朝鮮、最高人民会議第14回第5回会議を開催（～9.29）
　9.28 北朝鮮、弾道ミサイルの可能性があるものを1発発射
　9.29 ロシア艦艇1隻が宗谷海峡を西進
10.10 リビアにおいて、国連停戦監視員が活動開始
10.11 北朝鮮、「国防発展展覧会『自衛2021』」と題する展覧会を開催

（～10.22）
10.11 中国艦艇6隻が対馬海峡を北東進し、日本海へ向けて航行
10.14 米艦艇1隻と加艦艇1隻が台湾海峡を通過
10.18 中国艦艇5隻及びロシア艦艇5隻が津軽海峡を東進し、太平洋へ向けて

航行
10.18 中国艦艇5隻及びロシア艦艇5隻が青森県尻屋崎の東南東約40kmの海

域において南東進
10.19 北朝鮮、弾道ミサイルを1発発射
10.20 中国艦艇5隻及びロシア艦艇5隻が千葉県犬吠埼の東約130kmを南進
10.21 中国艦艇5隻及びロシア艦艇5隻が伊豆諸島の須美寿島と鳥島との間の

海域を西進、その後艦載ヘリを発着艦
10.22 中国艦艇5隻及びロシア艦艇5隻が大隅海峡を西進し、東シナ海へ向け

て航行、23日に艦載ヘリを発着艦
10.23 ロシア艦艇5隻が対馬海峡を北東進し、日本海へ向けて航行、24日に艦

載ヘリを発着艦
10.31 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南下し、太平洋に向け

て航行
10.31 中国のY-9情報収集機1機、Y-9哨戒機2機が東シナ海方面から飛来し、

沖縄本島と宮古島との間を通過して太平洋に至り、太平洋上で旋回後、
反転し、再び沖縄本島と宮古島との間を通過

11.　1 中国のY-9哨戒機2機が東シナ海方面から飛来し、沖縄本島と宮古島と
の間を通過して太平洋に至り、太平洋上で旋回後、反転し、再び沖縄本
島と宮古島との間を通過

11.　2 エチオピア連邦政府とティグライ人民解放戦線の対立により、エチオピ
ア全土に緊急事態宣言発令

11.　3 EUモザンビーク訓練ミッションが活動開始
11.　5 独フリゲート艦「バイエルン」わが国に寄港
11.10 米・イスラエル・UAE・バーレーン合同演習（～11.14）
11.12 中国艦艇3隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を北上し、東シナ海へ向

けて航行
11.13 中国艦艇2隻が対馬海峡を北東進し、日本海へ向けて航行
11.16 中国艦艇1隻が対馬海峡を北東進し、日本海へ向けて航行
11.17 中国艦艇1隻が屋久島及び口永良部島周辺の領海内を航行
11.18 ロシア艦艇1隻が対馬海峡を南下し、東シナ海へ向けて航行
11.18 中国艦艇2隻が対馬海峡を南下し、東シナ海へ向けて航行
11.19 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を北上し、東シナ海に向

けて航行
11.19 中国艦艇1隻が対馬海峡を南下し、東シナ海へ向けて航行
11.19 中国のH-6爆撃機2機及びロシアのTu-95爆撃機2機が、日本海から東

シナ海、さらには太平洋にかけての長距離にわたる共同飛行
11.23 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
11.23 ロシア艦艇5隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を北上した後、27日に

対馬海峡を北東進
11.24 中国のY-9情報収集機1機、Y-9哨戒機1機が東シナ海方面から飛来し、

沖縄本島と宮古島との間を通過して太平洋に至り、太平洋上で旋回後、
反転し、再び沖縄本島と宮古島との間を通過
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年 防 衛

2022
（令和4）

　1.　4 愛媛県西条市における鳥インフルエン
ザ発生にかかる災害派遣（～1.6）

　1.　6 日豪円滑化協定署名
　1.　7 日米安全保障協議委員会（「2+2」）（オン

ライン）
　1.11 沖縄県の新型コロナウイルス市中感染

拡大防止にかかる災害派遣（～1.17）
　1.20 日仏外務・防衛閣僚会合（「2+2」）（オン

ライン）
　1.20 トンガ王国における国際緊急援助活動

（～2.17）
　1.27 令和3年度日米共同統合演習（指揮所演

習）（～2.3）
　2.17 日豪防衛相電話会談
　2.10 日米韓防衛相電話会談
　2.21 日ポーランド防衛相テレビ会談
　2.21 日ポーランド防衛協力・交流覚書への

署名
　2.27 熊本県阿蘇郡高森町における山林火災

にかかる災害派遣（～2.28）
　3.16 日ウクライナ防衛相テレビ会談
　3.16 大分県竹田市における山林火災にかか

る災害派遣（～3.18）
　3.17 福島県沖を震源とする震度6強の地震発

生に伴う給水支援にかかる災害派遣
（～3.24）

　3.24 日米防衛相電話会談
　4.　7 日フィリピン防衛相会談（東京）
　4.　8 青森県横浜町における鳥インフルエン

ザ発生に係る災害派遣（～4.11）
　4.　9 日フィリピン外務・防衛閣僚会合

（「2+2」）（東京）
　4.12 日伊防衛相会談（東京）
　4.13 日イラン防衛相テレビ会談
　4.13 日ウクライナ防衛相テレビ会談
　4.16 北海道白老町における鳥インフルエン

ザ発生に係る災害派遣（～4.19）
　4.23 北海道知床沖における遊覧船事故に係

る災害派遣（～6.1）
　4.26 ウクライナ支援に関する多国間会議（オ

ンライン）
　4.28 「ウクライナ被災民国際国際平和協力業

務」の閣議決定（～7.15）
　5.　2 日タイ防衛装備品・技術移転協定署名・

発効
　5.　4 日米防衛相会談（ワシントンD.C.）
　5.　9 青森県十和田市における山林火災に係

る災害派遣（～5.11）
　5.23 岸防衛大臣のウクライナ支援に関する

多国間会議参加（オンライン）
　5.26 日米防衛相電話会談
　6.11 岸防衛大臣の第19回IISSアジア安全保

障会議（シャングリラ会合）出席
（～6.12）

　6.15 日豪防衛相会談（東京）
　6.20 令和4年度自衛隊統合防災演習（～6.23）
　6.22 日ASEAN防衛担当大臣会合（プノンペ

ン）
　7.　9 日米防衛相電話会談
　7.29 日トンガ防衛相テレビ会談
　8.　4 8月3日からの大雨に係る災害派遣

（～8.8）
　8.16 日米防衛相電話会談
　8.19 日豪防衛相電話会談
　8.30 日イスラエル防衛相会談（東京）
　9.　8 日印防衛相会談、外務・防衛閣僚会合

（「2+2」）（東京）
　9.14 日米防衛相会談（ワシントンD.C.）
　9.19 台風14号による大雨に係る災害派遣

（～9.25）

国内（主な首脳会談含む）

　1.　6 日豪首脳テレビ会談
　1.21 日米首脳テレビ会談
　1.31 日ヨルダン首脳電話会談
　2.　9 日加首脳電話会談
　2.　9 日イラン首脳電話会談
　2.11 岸田総理大臣によるワンオーシャンサ

ミットへの出席（ビデオメッセージ）
　2.15 日ウクライナ首脳電話会談
　2.16 日英首脳電話会談
　2.17 日露首脳電話会談
　2.22 日独首脳電話会談
　2.24 G7首脳テレビ会議
　2.28 日ウクライナ首脳電話会談
　3.　1 日ラオス首脳電話会談
　3.　1 日仏首脳電話会談
　3.　2 日ポーランド首脳電話会談
　3.　3 日米豪印首脳テレビ会議
　3.　4 日ウクライナ首脳電話会談
　3.　8 日インドネシア首脳電話会談
　3.16 名古屋高裁金沢支部、小松基地騒音訴

訟（第5次・6次）判決
　3.17 日ケニア首脳電話会談
　3.19 日印首脳会談（デリー）
　3.20 日カンボジア首脳会談（プノンペン）
　3.24 岸田内閣総理大臣のG7首脳会合出席

（ブリュッセル）
　3.24 日英首脳会談（ブリュッセル）
　3.24 日ポーランド首脳会談（ブリュッセル）
　4.　5 日トルコ首脳電話会談
　4.13 日トルクメニスタン首脳電話会談
　4.18 日スイス首脳会談（東京）
　4.19 ウクライナ情勢に関する首脳テレビ会

議
　4.20 日マレーシア首脳電話会談
　4.20 自衛隊法の一部改正（在外邦人等の輸

送にかかる輸送手段を原則として政府
専用機とする制限の廃止、実施に当
たっての安全に係る要件の見直し及び
主たる輸送対象者の範囲の拡大など）
の公布、施行）

　4.21 日ニュージーランド首脳会談（東京）
　4.23 日ツバル首脳会談（熊本）
　4.23 日カンボジア首脳会談（熊本）
　4.23 日ラオス首脳会談（熊本）
　4.26 日ウクライナ首脳電話会談
　4.28 日独首脳会談（東京）
　4.29 日インドネシア首脳会談（ジャカル

タ）
　5.　1 日ベトナム首脳会談（ハノイ）
　5.　2 日タイ首脳会談（バンコク）
　5.　4 日バチカン首脳会談（バチカン）
　5.　4 日伊首脳会談（ローマ）
　5.　5 日英首脳会談（ロンドン）
　5.　9 G7首脳テレビ会議
　5.11 日フィンランド首脳会談（東京）
　5.12 日ＥＵ定期首脳会談（東京）
　5.23 日米首脳会談（東京）
　5.23 インド太平洋経済枠組みの立上げに関

する首脳級会合（東京）
　5.24 日米豪印首脳会合（東京）
　5.24 日豪首脳会談（東京）
　5.24 日印首脳会談（東京）
　5.26 日タイ首脳会談（東京）
　5.26 日シンガポール首脳会談（東京）
　5.27 日マレーシア首脳会談（東京）
　6.　1 日仏首脳電話会談
　6.　9 日ウズベキスタン首脳電話会談
　6.11 日シンガポール首脳会談（シンガポー

ル）
　6.29 Ｇ7エルマウ・サミット（～6.28）

国 際
11.25 中国のY-9情報収集機1機、Y-9哨戒機1機が東シナ海方面から飛来し、

沖縄本島と宮古島との間を通過して太平洋に至り、太平洋上で旋回後、
反転し、再び沖縄本島と宮古島との間を通過

11.28 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を東進
11.29 米国が「世界的な戦力態勢の見直し」（GPR）を発表
12.　1 北朝鮮、朝鮮労働党中央委員会第8期第5回政治局会議を開催
12.　9 米国がイラク駐留米軍の戦闘任務終了を発表
12.14 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南東進し、太平洋に向

けて航行
12.14 ロシアのIL-20情報収集機1機が日本海から飛来し、オホーツク海を経

由して太平洋に進出、その後、太平洋上で反転し、オホーツク海を経由
して日本海へ飛行

12.15 ロシア艦艇1隻が対馬海峡を北東進し、日本海へ向けて航行
12.15 空母「遼寧」を含む中国艦艇4隻が男女群島（長崎県）の西約350kmの

海域を南東進、16日沖縄本島と宮古島との間の海域を南下し、太平洋
へ向けて航行、東シナ海及び太平洋において艦載戦闘機及び艦載ヘリを
発着艦

12.15 ロシアのIL-20情報収集機1機が日本海から飛来し、オホーツク海を経
由して太平洋に進出し、その後、太平洋上で反転し、オホーツク海を経
由して日本海へ飛行。また別の推定ロシア機8機が日本海を飛行

12.19 空母「遼寧」を含む中国艦艇6隻が北大東島（沖縄県）の東約300kmの
海域を航行、艦載戦闘機及び艦載ヘリを発着艦

12.20 空母「遼寧」を含む中国艦艇6隻が沖大東島（沖縄県）の南東約315km
の海域を航行、艦載戦闘機及び艦載ヘリを発着艦

12.25 空母「遼寧」を含む中国艦艇5隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を北
西進し、東シナ海へ向けて航行

12.27 北朝鮮、朝鮮労働党中央委員会第8期第4回総会を開催（～12.31）
12.29 ロシア艦艇3隻が対馬海峡を南西進し、東シナ海へ向けて航行
　1.　5 北朝鮮、弾道ミサイルを1発発射
　1.　6 CSTO、カザフスタンへの合同平和維持部隊の派遣を決定
　1.11 北朝鮮、弾道ミサイルを1発発射
　1.14 北朝鮮、弾道ミサイルを2発発射
　1.17 北朝鮮、弾道ミサイルを2発発射
　1.19 北朝鮮、朝鮮労働党中央委員会第8期第6回政治局会議を開催
　1.19 CSTO、カザフスタンからの合同平和維持部隊の撤退完了を発表
　1.20 米艦艇1隻が西沙諸島付近で「航行の自由作戦」を実施
　1.27 北朝鮮、弾道ミサイルを2発発射
　1.30 北朝鮮、弾道ミサイルを1発発射
　2.　2 ロシアのIL-38哨戒機2機が日本海を長距離飛行
　2.　4 北京オリンピック（～2.20）
　2.　4 ロシアのIL-38哨戒機2機が日本海を長距離飛行
　2.11 米国が「インド太平洋戦略」を発表
　2.14 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南東進し、太平洋に向

けて航行
　2.15 2月1日以降、ロシア艦艇24隻が日本海及びオホーツク海南部で活動
　2.15 中国のY-9情報収集機1機が東シナ海方向から飛来し、沖縄本島と宮古

島との間を通過して太平洋に至り、太平洋上で旋回後、反転し、再び沖
縄本島と宮古島との間を通過

　2.16 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を北西進し、東シナ海へ
向けて航行

　2.16 ロシア艦艇9隻が宗谷海峡を西進
　2.16 中国のY-9情報収集機1機が東シナ海方面から飛来し、沖縄本島と宮古

島との間を通過して太平洋に至り、太平洋上で旋回後、反転し、再び沖
縄本島と宮古島との間を通過

　2.22 ロシア大統領、連邦議会上院に対し、軍の国外派遣に関する承認を要請
　2.24 ロシア、ウクライナ侵略を開始
　2.26 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　2.27 北朝鮮、弾道ミサイルを1発発射
　2.27 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南東進し、太平洋に向

けて航行
　2.28 中国のY-9哨戒機1機が東シナ海方面から飛来し、沖縄本島と宮古島と

の間を通過して太平洋に至り、太平洋上で旋回後、反転し、再び沖縄本
島と宮古島との間を通過

　3.　2 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を北西進し、東シナ海へ
向けて航行

　3.　2 ロシアのヘリコプター1機が北海道根室半島沖のわが国領海上空を領空
侵犯

　3.　4 北京パラリンピック（～3.13）
　3.　4 中国艦艇3隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を北進し、東シナ海へ向

けて航行
　3.　5 第13回全国人民代表大会（全人代）第5回会議（～3.11）
　3.　5 北朝鮮、弾道ミサイルを1発発射
　3.10 ロシア艦艇10隻が津軽海峡を西進し、日本海へ向けて航行
　3.11 中国及びインドが、実効支配線（LAC）における、両国に残された問題

の早期解決に向け対話を継続することに合意
　3.14 ロシア艦艇6隻が宗谷海峡を西進
　3.14 ロシア艦艇1隻が津軽海峡を西進し、日本海へ向けて航行
　3.15 ロシア艦艇2隻が津軽海峡を西進し、日本海へ向けて航行
　3.16 中国のBZK-007偵察／攻撃型無人機1機が、東シナ海のわが国防空識別

圏内を飛行していることを初確認
　3.16 ロシア艦艇2隻が津軽海峡を西進し、日本海へ向けて航行
　3.16 北朝鮮、弾道ミサイルを1発発射
　3.20 ロシア艦艇1隻が対馬海峡を南下後、対馬の南西約70kmの海域におい

て反転し、同海峡を北上して日本海へ向けて航行
　3.24 北朝鮮、弾道ミサイルを1発発射
　3.24 ロシア艦艇1隻が対馬海峡を南下し、東シナ海へ向けて航行
　3.28 中国艦艇2隻が対馬海峡を北東進し、日本海へ向けて航行
　3.29 ロシア艦艇1隻が対馬海峡を南下し、東シナ海へ向けて航行
　4.　1 国連事務総長イエメン担当特使がイエメンにおける停戦を発表
　4.　3 中国艦艇2隻が対馬海峡を南西進し、東シナ海へ向けて航行
　4.　7 中国のY-9電子戦機1機が太平洋上を飛行していることを初確認
　4.11 中国艦艇1隻が対馬海峡を北上し、日本海へ向けて航行
　4.13 中国艦艇1隻が対馬海峡を南下し、東シナ海へ向けて航行
　4.19 ロシア艦艇3隻が対馬海峡を北上し、日本海へ向けて航行
　4.20 中国艦艇1隻が当該艦艇が奄美大島と横当島との間を東進し、太平洋へ

向けて航行
　4.25 北朝鮮、軍事パレードを実施
　4.26 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
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年 防 衛
　9.26 台風15号による大雨に係る災害派遣

（～10.3）
10.　1 日米豪防衛相会談（ハワイ）
10.　4 日米防衛相電話会談
10.11 日英防衛相テレビ会談
10.22 日豪首脳会談（新たな「安全保障協力

に関する日豪共同宣言」に署名）
10.26 日フィンランド防衛相会談（東京）
10.28 岡山県倉敷市における鳥インフルエン

ザ発生に係る災害派遣（～10.30）
11.　1 中東地域における日本関係船舶の安全

確保に関する政府の取組に関する閣議
決定の変更の閣議決定（23.11.9）

11.　3 日独外務・防衛閣僚会合（オンライン）
11.　4 岡山県倉敷市における鳥インフルエン

ザ発生に係る災害派遣（～11.7）
11.　4 茨城県かすみがうら市における鳥イン

フルエンザ発生に係る災害派遣
（～11.8）

11.　6 令和4年度観艦式（国際観艦式）（相模
湾）

11.10 令和4年度日米共同統合演習（実動演習
　Keen Sword23）（～11.19）

11.17 栃木県日光市における山林火災に係る
災害派遣（～11.19）

11.27 鹿児島県出水市における鳥インフルエ
ンザ発生に係る災害派遣（～11.30）

12.　5 愛知県豊橋市における鳥インフルエン
ザ発生に係る災害派遣（～12.7）

12.　9 日豪防衛相会談、外務・防衛閣僚会合
（「2+2」）（東京）

12.15 青森県三沢市における鳥インフルエン
ザ発生に係る災害派遣（～12.22）

12.19 日スウェーデン防衛装備品・技術移転
協定署名・発効

12.19 広島県世羅町における鳥インフルエン
ザ発生に係る災害派遣（～12.21）

12.20 令和4年12月17日からの大雪に係る災
害派遣（～12.22）

12.30 広島県世羅町における鳥インフルエン
ザ発生に係る災害派遣（～1.2）

12.31 山形県鶴岡市における土砂災害に係る
災害派遣（～1.2）

国内（主な首脳会談含む）
　6.26 日独首脳会談（エルマウ）
　6.26 日仏首脳会談（エルマウ）
　6.27 日加首脳会談（エルマウ）
　6.27 岸田総理大臣と欧州理事会議長との会

談（エルマウ）
　6.27 日米首脳会談（エルマウ）
　6.27 日セネガル首脳会談（エルマウ）
　6.27 日・南ア首脳会談（エルマウ）
　6.28 岸田総理大臣と欧州委員会委員長との

会談（エルマウ）
　6.28 日英首脳会談（エルマウ）
　6.29 NATO首脳会合出席（マドリード）
　6.29 日スウェーデン首脳会談（マドリー

ド）
　6.29 NATOアジア太平洋パートナー首脳会

合（マドリード）
　6.29 日スペイン首脳会談（マドリード）
　6.29 日米韓首脳会談（マドリード）
　7.　9 日米首脳電話会談
　7.12 日豪首脳電話会談
　7.12 日仏首脳電話会談
　7.13 日加首脳電話会談
　7.13 日英首脳電話会談
　7.20 日アイルランド首脳会談（東京）
　7.27 日インドネシア首脳会談（東京）
　8.　1 岸田総理大臣による第10回NPT運用

検討会議出席
　8.　1 岸田総理大臣と国連事務総長との会談

（ニューヨーク）
　8.　6 岸田総理大臣と国連事務総長との会談

（広島）
　8.26 日チュニジア首脳テレビ会談
　8.26 日コモロ首脳テレビ会談
　8.26 日コンゴ民主共和国首脳テレビ会談
　8.27 日リビア首脳テレビ会談
　8.27 日エジプト首脳テレビ会談
　8.27 日セネガル首脳テレビ会談
　8.27 日タンザニア首脳テレビ会談
　8.28 日ジブチ首脳テレビ会談
　9.　8 ウクライナ情勢に関する首脳テレビ会

議
　9.　9 日パラオ首脳会談（東京）
　9.13 日UAE首脳電話会談
　9.15 日カタール首脳電話会談
　9.20 日トルコ首脳会談（ニューヨーク）
　9.21 第77回国連総会における岸田総理大

臣一般討論演説
　9.21 日イラン首脳会談（ニューヨーク）
　9.21 岸田総理大臣によるCTBTフレンズ首

脳級会合出席（ニューヨーク）
　9.22 日パキスタン首脳会談（ニューヨー

ク）
　9.26 日ガボン首脳会談（東京）
　9.26 日タンザニア首脳会談（東京）
　9.26 日ベトナム首脳会談（東京）
　9.26 日パプアニューギニア首脳会談（東

京）
　9.27 日EU首脳会談（東京）
　9.27 日シンガポール首脳会談（東京）
　9.27 日ヨルダン首脳会談（東京）
　9.27 日豪首脳会談（東京）
　9.27 日印首脳会談（東京）
　9.28 日モロッコ首脳会談（東京）
　9.28 日カンボジア首脳会談（東京）
　9.28 日レソト首脳会談（東京）
　9.28 日キューバ首脳会談（東京）
　9.28 日トーゴ首脳会談（東京）
　9.28 日バーレーン首脳会談（東京）
　9.28 日セルビア首脳会談（東京）
　9.28 日スリランカ首脳会談（東京）
　9.28 日コソボ首脳会談（東京）
　9.28 日モンゴル首脳会談（東京）
　9.28 日コモロ首脳会談（東京）
　9.28 日モルドバ首脳会談（東京）
　9.30 日ウクライナ首脳電話会談
10.　4 日米首脳電話会談
10.　6 日韓首脳電話会談
10.11 G7首脳テレビ会議
10.18 日ルクセンブルク首脳会談（東京）
10.22 日豪首脳会談（パース）
10.26 日リトアニア首脳会談（東京）
10.28 日ウルグアイ首脳会談（東京）
10.28 日インドネシア首脳電話会談
11.　2 日伊首脳電話会談
11.　4 日英首脳電話会談
11.12 ASEAN＋3首脳会議（プノンペン）
11.12 日ASEAN首脳会議（プノンペン）
11.12 日カンボジア首脳会談（プノンペン）
11.13 日ベトナム首脳会談（プノンペン）
11.13 東アジア首脳会議（プノンペン）
11.13 日韓首脳会談（プノンペン）
11.13 日米首脳会談（プノンペン）
11.13 日米韓首脳会合（プノンペン）
11.14 日インドネシア首脳会談（バリ）
11.14 日EU首脳会談（バリ）
11.14 日ルワンダ首脳会合（バリ）
11.15 G20バリ・サミット（～11.16）

国 際
　4.26 中国艦艇2隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を北西進し、東シナ海へ

向けて航行
　4.26 中国艦艇1隻が口永良部島及び屋久島周辺の領海内を航行
　5.　1 空母「遼寧」を含む中国艦艇7隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南

下し、太平洋へ向けて航行、東シナ海において艦載ヘリを発着艦
　5.　2 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南下し、太平洋へ向け

て航行
　5.　3 空母「遼寧」を含む中国艦艇7隻が太平洋上の海域を航行、艦載戦闘機

及び艦載ヘリを発着艦（～5.15）
　5.　4 北朝鮮、弾道ミサイルを1発発射
　5.　7 北朝鮮、弾道ミサイルを1発発射
　5.10 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　5.10 韓国、尹錫悦政権発足
　5.12 北朝鮮、朝鮮労働党中央委員会第8期第8回政治局会議を開催
　5.12 北朝鮮、弾道ミサイルを3発発射
　5.18 ロシア艦艇1隻が宗谷海峡を東進
　5.18 中国のH-6爆撃機2機が東シナ海方面から飛来し、沖縄本島と宮古島と

の間を通過して太平洋に至り、太平洋上で旋回後、反転し、再び沖縄本
島と宮古島との間を通過

　5.19 中国艦艇3隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南東進し、太平洋へ向
けて航行

　5.19 中国艦艇1隻が大隅海峡を北西進し、太平洋へ向けて航行
　5.20 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を北西進し、東シナ海へ

向けて航行
　5.21 空母「遼寧」を含む中国艦艇7隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を北

上し、東シナ海へ向けて航行
　5.22 中国艦艇1隻が対馬海峡を北東進し、日本海へ向けて航行
　5.23 中国艦艇1隻が対馬海峡を北東進し、日本海へ向けて航行
　5.23 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南東進し、太平洋へ向

けて航行
　5.24 中国艦艇2隻が対馬海峡を南西進し、東シナ海へ向けて航行
　5.24 中国のH-6爆撃機2機が東シナ海から日本海に進出し、日本海において

ロシアのTu-95爆撃機2機と合流し、東シナ海まで共同飛行。その後、
当該中国の爆撃機2機と入れ替わり、新たに飛来した推定中国の爆撃機

（H-6）2機と当該ロシアの爆撃機2機の合計4機が東シナ海から太平洋
にかけて長距離にわたる共同飛行。また、ロシアのIL-20情報収集機1
機が北海道礼文島沖から能登半島沖まで飛行

　5.25 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を北西進し、東シナ海へ
向けて航行

　5.25 北朝鮮、弾道ミサイルを2発発射
　6.　1 中国艦艇4隻が奄美大島と横当島との間を東進し、太平洋へ向けて航行
　6.　2 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南東進し、太平洋へ向

けて航行
　6.　2 国連事務総長イエメン担当特使がイエメンにおける停戦の延長を発表
　6.　3 ドイツ連邦議会、連邦軍特別基金設立のための法案を可決
　6.　5 北朝鮮、弾道ミサイルを8発発射
　6.　7 ロシア艦艇1隻が宗谷海峡を西進し、日本海へ向けて航行
　6.　7 推定ロシア機4機（推定）が日本海から飛来し、北海道西方から我が国

領空へ向けて東に直進した後、うち2機（推定）については反転して北
海道西方で旋回飛行を行い、うち2機（推定）については、北海道西方
を樺太方面に向け北進

　6.　8 北朝鮮、朝鮮労働党中央委員会第8期第5回総会（全員会議）拡大会議
を開催（～6.10）

　6.　9 ロシア艦艇1隻が津軽海峡を東進し、太平洋へ向けて航行
　6.　9 ロシア艦艇5隻が根室半島の南東約170kmの海域を航行
　6.12 ロシア艦艇1隻が宗谷海峡を西進し、日本海へ向けて航行
　6.12 中国艦艇1隻が対馬海峡を北東進し、日本海へ向けて航行
　6.13 中国艦艇3隻が対馬海峡を北東進し、日本海へ向けて航行
　6.15 ロシア艦艇7隻が襟裳岬の南東約280kmの海域を南進し、16日に犬吠埼

の南東約180kmを南西進
　6.16 中国艦艇2隻が津軽海峡を東進し、太平洋へ向けて航行
　6.16 中国艦艇2隻が宗谷海峡を東進
　6.16 ロシア艦艇5隻が須美寿島と鳥島との間の海域を南西進
　6.17 ロシア艦艇2隻が須美寿島と鳥島との間の海域を南西進
　6.17 ロシア艦艇9隻が宗谷海峡を西進し、日本海へ向けて航行
　6.19 ロシア艦艇5隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を北西進し、東シナ海

へ向けて航行
　6.19 中国艦艇3隻が金華山の東約220kmの海域を南進し、20日に犬吠埼の南

東約220km南西進
　6.21 ロシア艦艇5隻が対馬海峡を北東進し、日本海へ向けて航行
　6.21 北朝鮮、朝鮮労働党中央軍事委員会第8期第3回拡大会議を開催

（～6.23）
　6.21 中国艦艇3隻が須美寿島と鳥島との間の海域を西進
　6.21 中国艦艇3隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南進し、太平洋へ向け

て航行
　6.21 中国艦艇2隻が与那国島と台湾との間の海域を南進し、太平洋へ向けて

航行
　6.22 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南進し、太平洋へ向け

て航行
　6.23 中国艦艇5隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を北西進し、東シナ海へ

向けて航行
　6.23 中国のH-6爆撃機3機が東シナ海方面から飛来し、沖縄本島と宮古島と

の間を通過して太平洋に至り、太平洋上で旋回後、反転し、再び沖縄本
島と宮古島との間を通過

　6.24 中国のY-9情報収集機1機が東シナ海方面から飛来し、沖縄本島と宮古
島との間を通過して太平洋に至り、太平洋上で旋回後、反転し、再び沖
縄本島と宮古島との間を通過

　6.24 中国艦艇1隻が与那国島と台湾との間の海域を北進し、東シナ海へ向け
て航行

　6.24 米軍機1機が台湾海峡を通過
　6.26 中国艦艇1隻が御蔵島と八丈島との間の海域を西進
　6.29 NATO首脳会合にて新戦略概念を採択
　6.29 中国艦艇3隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を北西進し、東シナ海へ

向けて航行
　7.　1 ロシア艦艇3隻が与那国島と西表島との間の海域を北東進
　7.　4 中国艦艇1隻が魚釣島南西のわが国接続水域に入域
　7.　4 ロシア艦艇3隻が久場島と大正島との間の接続水域内を北進し、東シナ

海へ向けて航行
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年 防 衛 国内（主な首脳会談含む）
11.16 G20首脳会合に際してのG7/NATO首

脳緊急会合
11.16 日独首脳会談（バリ）
11.17 日中首脳会談（バンコク）
11.17 日チリ首脳会談（バンコク）
11.17 日タイ首脳会談（バンコク）
11.18 北朝鮮の弾道ミサイル発射を受けた有

志国首脳級緊急会合（バンコク）
11.18 APEC首脳会議（バンコク）（～11.19）
11.29 日モンゴル首脳会談（東京）
12.　3 岸田総理大臣とアイスランド大統領と

の会談
12.　3 日モルドバ首脳会談（東京）
12.13 G7首脳テレビ会議
12.16 「国家安全保障戦略について」「国家防

衛戦略について」「防衛力整備計画に
ついて」国家安全保障会議、閣議決定

12.19 日セネガル首脳会談（東京）

国 際
　7.　5 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を北西進し、東シナ海へ

向けて航行
　7.　5 ロシア艦艇3隻が対馬海峡を北東進し、日本海へ向けて航行
　7.　6 ロシア艦艇1隻が沖ノ鳥島の接続水域内を西進
　7.　7 中国艦艇1隻が与那国島と台湾との間の海域を南進し、太平洋へ向けて

航行
　7.　9 ロシア艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との海域を北西進し、東シナ海へ向

けて航行
　7.11 ロシア艦艇1隻が対馬海峡を北東進し、日本海へ向けて航行
　7.13 米艦艇1隻が西沙諸島付近で「航行の自由作戦」を実施
　7.16 米艦艇1隻が南沙諸島付近で「航行の自由作戦」を実施
　7.19 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　7.20 中国艦艇1隻が屋久島及び口永良部島周辺の領海内を航行
　7.20 ロシア艦艇1隻が宗谷海峡を東進
　7.21 中国艦艇1隻が与那国島と台湾との間の海域を南進し、太平洋へ向けて

航行
　7.22 中国艦艇1隻が与那国島と台湾との間の海域を南進し、太平洋へ向けて

航行、27日に魚釣島の西約70kmの海域を北進
　7.25 中国のTB-001偵察／攻撃型無人機1機が東シナ海方面から飛来し、沖

縄本島と宮古島との間を通過して太平洋に至り、先島諸島の南の太平洋
上で旋回後、バシー海峡方面へ飛行

　7.27 中国艦艇2隻が大隅海峡を北東進し、太平洋へ向けて航行
　7.27 中国艦艇1隻が魚釣島西方約120kmから約70kmまでの海域を南北に遊

弋（～31日）し、31日に魚釣島の北西約180kmの海域を北進
　7.29 中国艦艇1隻が対馬海峡を北東進し、日本海へ向けて航行
　7.29 ロシア艦艇1隻が宗谷海峡を東進
　7.30 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南進し、太平洋へ向け

て航行
　7.31 中国艦艇1隻が与那国島と台湾との間の海域を南進し、太平洋へ向けて

航行
　8.　1 中国艦艇1隻が与那国島と台湾との間の海域を北進し、東シナ海へ向け

て航行
　8.　1 中国艦艇1隻が宗谷海峡を東進
　8.　1 米大統領がアル・カーイダ指導者の殺害を発表
　8.　2 国連事務総長イエメン担当特使がイエメンにおける停戦の延長を発表
　8.　3 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南東進し、太平洋へ向

けて航行
　8.　4 中国艦艇1隻が魚釣島西方約100kmから約60kmまでの海域を南北に遊

弋した後、魚釣島の西約80kmの海域を北西進
　8.　4 中国のBZK-005偵察型無人機1機及びTB-001偵察／攻撃型無人機1機が

東シナ海方面から飛来し、沖縄本島と宮古島との間を通過して太平洋に
至り、先島諸島南の太平洋上で旋回後、反転し、再び沖縄本島と宮古島
との間を通過。また、推定中国の無人機（推定）1機が東シナ海から飛
来し、台湾北東沖の公海上空を旋回飛行

　8.　4 中国が台湾周辺で大規模な軍事訓練を実施し、わが国EEZを含むわが
国の近海に向けて弾道ミサイルを発射

　8.12 ロシア艦艇1隻が対馬海峡を南下し、東シナ海へ向けて航行
　8.20 ロシア艦艇4隻が宗谷海峡を西進し、日本海へ向けて航行
　8.21 ロシア艦艇10隻が宗谷海峡を西進し、日本海へ向けて航行
　8.21 ロシア艦艇1隻が対馬海峡を北上し、日本海へ向けて航行
　8.28 米艦艇2隻が台湾海峡を通過
　8.28 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南東進し、太平洋へ向

けて航行
　8.29 中国艦艇3隻が対馬海峡を北東進し、30日に日本海へ向けて航行
　8.30 中国のTB-001偵察／攻撃型無人機1機が東シナ海方面から飛来し、沖

縄本島と宮古島との間を通過して太平洋に至り、先島諸島の南の太平洋
上で旋回後、反転し、再び沖縄本島と宮古島との間を通過

　8.31 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南東進し、太平洋へ向
けて航行

　9.　1 ロシア、大規模演習「ヴォストーク2022」を開始。中国、インド等計
14か国が参加（～9.7）

　9.　2 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を東進
　9.　3 中国艦艇3隻及びロシア艦艇3隻が神威岬の西約190kmの海域において

機関銃による射撃を実施し、4日に宗谷海峡を東進
　9.　7 北朝鮮、最高人民会議第14回第7回会議を開催（～9.8）
　9.　8 中国及びインドが実効支配線（LAC）沿いのゴグラ・ホットスプリング

地区からの撤収開始を公表
　9.　9 ロシア艦艇1隻が宗谷海峡を東進
　9.11 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を東進
　9.12 中国艦艇2隻が奄美大島と横当島との間を北東進し、太平洋へ向けて航

行
　9.14 中国艦艇2隻が沖縄本島と宮古島との間を北西進し、東シナ海へ向けて

航行
　9.15 中国艦艇1隻が屋久島及び口永良部島周辺の領海内を航行
　9.16 ロシア艦艇4隻が宗谷海峡を西進し、日本海へ向けて航行
　9.20 米艦艇1隻と加艦艇1隻が台湾海峡を通過
　9.21 ロシア、部分的動員に関する大統領令公布
　9.23 中国艦艇3隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南東進し、太平洋へ向

けて航行
　9.23 中国艦艇1隻が対馬海峡を北東進し、日本海へ向けて航行
　9.26 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を北西進し、東シナ海へ

向けて航行
　9.25 北朝鮮、弾道ミサイルを1発発射
　9.26 中国艦艇3隻が須美寿島と鳥島との間の海域を西進し、27日に紀伊半島

の潮岬の南南東約300kmの海域を西進
　9.27 ロシア艦艇4隻が御蔵島と八丈島との間の接続水域を南西進
　9.27 中国艦艇3隻及びロシア艦艇4隻が大隅海峡を西進した後、東シナ海に

おいて相互に隊列を組んで航行
　9.28 北朝鮮、弾道ミサイルを2発発射
　9.28 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を西進し、日本海へ向けて航行
　9.29 北朝鮮、弾道ミサイルを2発発射
　9.30 ロシア艦艇4隻が対馬海峡を北東進し、日本海へ向けて航行
　9.30 ロシア、ウクライナの4地域の違法な「併合」を発表
10.　1 北朝鮮、弾道ミサイルを2発発射
10.　2 国連事務総長イエメン担当特使がイエメンにおける停戦の延長を発表
10.　2 中国艦艇1隻が龍飛崎の西約100kmの海域を津軽海峡に向けを北東進し、

龍飛岬の西約20kmの海域において反転後、南西進して日本海へ向けて
航行
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2023
（令和5）

　1.　6 新潟県村上市における鳥インフルエン
ザ発生に係る災害派遣（～1.12）

　1.　9 茨城県城里町における鳥インフルエン
ザ発生に係る災害派遣（～1.14）

　1.11 日米安全保障協議委員会（「2＋2」）（ワ
シントンD.C.）

　1.11 日英部隊間協力円滑化協定署名
　1.12 日米防衛相会談（ワシントンD.C.）

国内（主な首脳会談含む）

　1.　6 日ウクライナ首脳電話会談
　1.　9 日仏首脳会談（パリ）
　1.10 日伊首脳会談（ローマ）
　1.11 日英首脳会談（ロンドン）
　1.12 日加首脳会談（オタワ）
　1.13 日米首脳会談（ワシントンD.C.）
　1.30 日ギリシャ首脳会談（東京）

国 際
10.　2 中国艦艇1隻が南西諸島西側に沿って北進し、3日に草垣群島の南西約

90kmの海域を西進して東シナ海へ向けて航行
10.　4 中国艦艇1隻が対馬海峡を南西進し、東シナ海へ向けて航行
10.　4 北朝鮮、弾道ミサイルを1発発射
10.　6 北朝鮮、弾道ミサイルを2発発射
10.　7 ロシア艦艇3隻が宗谷海峡を西進し、日本海へ向けて航行
10.　9 北朝鮮、弾道ミサイルを2発発射
10.10 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南東進し、太平洋へ向

けて航行
10.12 米国が国家安全保障戦略を発表
10.13 ロシア艦艇2隻が宗谷海峡を西進し、日本海へ向けて航行
10.14 北朝鮮、弾道ミサイルを1発発射
10.16 中国共産党第20回党大会（～10.22）
10.27 米国が国家防衛戦略を発表
10.27 米国が核態勢の見直しを発表
10.27 米国がミサイル防衛見直しを発表
10.28 ロシア艦艇1隻が龍飛崎（青森県）の西約160kmの海域を西進。その後、

29日に津軽海峡へ向け南東進した後に反転、北西進して日本海へ向け
て航行

11.　2 中国艦艇1隻が口永良部島及び屋久島周辺の領海内を航行
11.　2 エチオピア連邦政府とティグライ人民解放戦線、停戦合意
11.　2 北朝鮮、弾道ミサイル2発及び弾道ミサイルの可能性があるもの1発を

発射
11.　3 北朝鮮、弾道ミサイルを6発発射
11.　5 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南東進し、太平洋へ向

けて航行
11.　7 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を北西進し、東シナ海へ

向けて航行
11.　9 北朝鮮、弾道ミサイルを1発発射
11.　9 フランス大統領がサヘル地域における軍事作戦の終了を発表
11.　9 フランス大統領が「国家戦略見直し2022」を発表
11.10 推定中国無人機1機（推定）が東シナ海から飛来し、尖閣諸島北方にお

いて一時南進した後、反転して北進し、大陸方面に北西進
11.11 韓国、初の「インド太平洋戦略」を発表
11.12 中国艦艇3隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を北西進し、東シナ海へ

向けて航行
11.13 ロシア艦艇5隻が与那国島と西表島との間の海域を北東進し、東シナ海

へ向けて航行
11.14 中国のBZK-005偵察型無人機1機、Y-9情報収集機1機及びY-9哨戒機1

機が東シナ海方面から飛来し、沖縄本島と宮古島との間を通過して太平
洋に至り、沖縄本島の東の太平洋上で旋回後、反転し、再び沖縄本島と
宮古島との間を通過

11.16 ロシア艦艇5隻が対馬海峡を北東進し、日本海へ向けて航行
11.17 北朝鮮、弾道ミサイルを1発発射
11.18 北朝鮮、弾道ミサイルを1発発射
11.27 カナダがインド太平洋戦略を発表
11.29 米艦艇1隻が南沙諸島付近で「航行の自由作戦」を実施
11.29 中国艦艇2隻が対馬海峡を北東進し、日本海へ向けて航行
11.30 中国のH-6爆撃機2機が東シナ海から対馬海峡を通過し日本海へ進出後、

北進し大陸方面へ飛行。また、推定ロシア機2機（推定）が日本海を南
進後、反転、北進し大陸方面へ飛行

11.30 中国のH-6爆撃機2機及びロシアのTu-95爆撃機2機が日本海から東シ
ナ海、さらに太平洋にかけて長距離にわたる共同飛行。当該爆撃機が東
シナ海を飛行する際に推定中国戦闘機2機が合流していたほか、当該爆
撃機が太平洋に進出する際も中国の戦闘機（推定J-16）2機が合流し、
太平洋に進出

11.30 推定ロシア機（Tu-95）2機（推定）が東シナ海から対馬海峡を通過し
日本海へ進出後、北進し大陸方面へ飛行

11.30 米中央軍がISIL指導者の死亡を発表
12.　1 中国艦艇2隻が対馬海峡を南西進し、東シナ海へ向けて航行
12.　3 中国艦艇2隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南東進し、太平洋へ向

けて航行
12.　4 ロシア艦艇1隻が対馬海峡を南西進し、東シナ海へ向けて航行
12.　8 ロシア艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南東進し、太平洋へ

向けて航行
12.12 中国艦艇1隻が南西諸島西側を南西進した後、14日に沖縄本島と宮古島

との間の海域を南東進し、太平洋へ向けて航行
12.14 中国艦艇3隻が大隅海峡を東進し、太平洋へ向けて航行
12.14 ロシアのTu-95爆撃機2機及び戦闘機2機が大陸方面から飛来し、日本

海上空をわが国領空に向けて南進した後、石川県能登半島沖で反転し、
大陸方面に向けて北進

12.15 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南東進し、太平洋へ向
けて航行

12.16 空母「遼寧」を含む中国艦艇6隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南
下し、太平洋へ向けて航行

12.17 空母「遼寧」を含む中国艦艇5隻が沖大東島（沖縄県）の南西約260km
の海域を航行、艦載戦闘機及び艦載ヘリを発着艦

12.17 空母「遼寧」を含む複数の中国艦艇が太平洋上の海域を航行、艦載戦闘
機及び艦載ヘリを発着艦（～12.31）

12.18 北朝鮮、弾道ミサイルを2発発射
12.19 中国艦艇1隻が屋久島及び口永良部島周辺の領海内を航行
12.19 中国のH-6爆撃機2機が東シナ海方面から飛来し、沖縄本島と宮古島と

の間を通過して太平洋に至り、沖大東島南東の太平洋上で反転し、再び
沖縄本島と宮古島との間を通過

12.21 ロシア艦艇4隻が対馬海峡を南西進し、東シナ海へ向けて航行
12.23 北朝鮮、弾道ミサイルを1発発射
12.26 北朝鮮、朝鮮労働党中央委員会第8期第6回拡大総会（全員会議）を開

催（～12.31）
12.28 ロシア艦艇4隻が対馬海峡を北東進し、日本海へ向けて航行
12.31 北朝鮮、弾道ミサイルを3発発射
　1.　1 空母「遼寧」を含む6隻の中国艦艇が沖縄本島と宮古島との間の海域を

北上し、東シナ海へ向けて航行
　1.　1 北朝鮮、弾道ミサイルを1発発射
　1.　1 中国のWZ-7偵察型無人機1機が東シナ海方面から飛来し、沖縄本島と

宮古島との間を通過して太平洋に至り、先島諸島の南の太平洋上を飛行
後、反転し、再び沖縄本島と宮古島との間を通過したことを初確認
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　1.10 広島県三次市における鳥インフルエン

ザ発生に係る災害派遣（～1.18）
　1.19 群馬県前橋市における鳥インフルエン

ザ発生に係る災害派遣（～1.22）
　1.27 自衛隊統合演習（指揮所演習）（～2.3）
　1.27 令和5年1月20日からの大雪等に係る災

害派遣（～1.30）
　2.　2 愛媛県来島海峡沖における貨物船の衝

突事故に係る災害派遣（～2.7）
　2.　3 茨城県八千代町における鳥インフルエ

ンザ発生に係る災害派遣（～2.8）
　2.10 茨城県坂東市における鳥インフルエン

ザ発生に係る災害派遣（～2.14）
　2.10 日フィリピン防衛相会談（東京）
　3.　2 福岡県福岡市における鳥インフルエン

ザ発生に係る災害派遣（～3.4）
　3.　6 新潟県胎内市における鳥インフルエン

ザ発生に係る災害派遣（～3.10）
　3.　8 福島県郡山市及び白河市における山林

火災に係る災害派遣（～3.10）
　3.16 日英防衛相会談（東京）
　3.16 日英伊防衛相会談（東京）
　3.16 日伊防衛相会談（東京）
　3.18 日独防衛相会談（東京）
　3.24 青森県蓬田村における鳥インフルエン

ザ発生に係る災害派遣（～3.26）
　3.28 北海道千歳市における鳥インフルエン

ザ発生に係る災害派遣（～3.30）

国内（主な首脳会談含む）
　1.31 岸田総理とNATO事務総長との会談

（東京）
　2.　2 日ミクロネシア首脳会談（東京）
　2.　7 日クック諸島首脳会談（東京）
　2.　9 日ベトナム首脳テレビ会談
　2.　9 日フィリピン首脳会談（東京）
　2.13 日イスラエル首脳電話会談
　2.17 日トルコ首脳電話会談
　2.22 日アルバニア首脳会談（東京）
　2.24 G7首脳テレビ会議
　3.　7 日ルーマニア首脳会談（東京）
　3.13 日アンゴラ首脳会談（東京）
　3.14 日豪首脳電話会談
　3.14 日イスラエル首脳電話会談
　3.16 日韓首脳会談（東京）
　3.18 日独首脳会談（東京）
　3.20 日印首脳会談（デリー）
　3.21 日ウクライナ首脳会談（キーウ）
　3.22 日ポーランド首脳会談（ワルシャワ）
　3.31 岸田総理大臣と欧州委員会委員長との

電話会談

国 際
　1.　2 中国のWZ-7偵察型無人機1機が東シナ海方面から飛来し、沖縄本島と

宮古島との間を通過して太平洋に至り、先島諸島の南の太平洋上を飛行
後、反転し、再び沖縄本島と宮古島との間を通過

　1.　3 中国艦艇3隻が与那国島と西表島との間の海域を北東進し、魚釣島の西
約70kmの海域を北上

　1.　4 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を北上し、東シナ海へ向
けて航行

　1.　5 米艦艇1隻が台湾海峡を通過
　1.15 中国艦艇2隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南東進し、太平洋へ向

けて航行
　1.19 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南東進し、太平洋へ向

けて航行
　1.19 中国のBZK-005偵察型無人機1機が東シナ海方面から飛来し、沖縄本島

と宮古島との間を通過して太平洋に至り、沖縄本島の南の太平洋上を飛
行後、反転し、再び沖縄本島と宮古島との間を通過

　1.20 中国のY-9情報収集機1機が東シナ海方面から飛来し、沖縄本島と宮古
島との間を通過して太平洋に至り、太平洋上で旋回後、反転し、再び沖
縄本島と宮古島との間を通過

　1.26 中国艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を北西進し、東シナ海へ
向けて航行

　2.　2 中国艦艇2隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南東進し、太平洋へ向
けて航行

　2.　4 米軍が米国領海上空で中国の偵察気球を撃墜
　2.　8 北朝鮮、軍事パレードを実施
　2.12 中国艦艇1隻が屋久島及び口之島周辺の領海内を航行
　2.16 韓国、「2022国防白書」発表
　2.18 中国艦艇2隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南東進し、太平洋へ向

けて航行
　2.18 北朝鮮、弾道ミサイルを1発発射
　2.20 北朝鮮、弾道ミサイルを2発発射
　2.21 ロシア、新戦略兵器削減条約（新START）の履行停止を発表
　2.27 米軍機1機が台湾海峡を通過
　3.　2 中国艦艇2隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を南東進し、太平洋へ向

けて航行
　3.　5 第14回全国人民代表大会（全人代）第1回会議（～3.13）
　3.13 英国、「統合的見直し」の刷新を発表
　3.14 黒海上空で、露軍機が米無人機に対して危険飛行を行い、米無人機が墜

落
　3.16 中国艦艇1隻が奄美大島と横当島との間の海域を北東進し、太平洋へ向

けて航行
　3.16 北朝鮮、弾道ミサイルを1発発射
　3.18 中国艦艇1隻が与那国島と台湾との間の海域を北進し、19日に魚釣島の

西約80kmの海域を北進
　3.19 北朝鮮、弾道ミサイルを1発発射
　3.23 ロシア艦艇1隻が沖縄本島と宮古島との間の海域を西進し、東シナ海へ

向けて航行
　3.26 ロシア艦艇1隻が対馬海峡を北東進し、日本海へ向けて航行
　3.26 中国艦艇3隻が大隅海峡を南西進し、東シナ海へ向けて航行
　3.27 北朝鮮、弾道ミサイルを2発発射
　3.28 中国艦艇1隻が対馬海峡を北東進し、日本海へ向けて航行
　3.29 中国艦艇3隻が対馬海峡を北東進し、日本海へ向けて航行
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